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特別講演1
11月 14日（金）
10 : 00～11 : 00

座長：工藤 一大（NHO 横浜医療センター 院長）

iPS 細胞技術が切り拓く新しい医療

なかうち ひろみつ

中内 啓光
東京大学 医科学研究所 幹細胞治療研究センター長

21 世紀の新しい医療として注目されている再生医療の成功の鍵を握るのが幹細胞である。代表的な多能性幹細胞である
ES細胞は試験管内での増殖能でも、また多分化能の点でも最も高いポテンシャルを持つ幹細胞であるが、受精後 1週間
程度の胚を利用して作製するため患者からES細胞を作ることは難しく、倫理的な問題も伴う。ところが最近 iPS 細胞作
製技術が確立され、患者由来の多能性幹細胞を容易に造り出すことが可能になった。iPS 細胞はヒト細胞の新しいソース
として創薬や毒性試験に利用できるだけでなく、献血に代わる血小板や赤血球等の供給源として、あるいは遺伝子矯正
治療や若返りさせた抗原特異的T細胞による新しい免疫療法といった、全く新しい遺伝子・細胞治療を可能にする。さ
らに我々は腎臓や膵臓といった実質臓器の再生を目指し、動物個体内で iPS 細胞由来の臓器を作出することを考えた。
既にラット iPS 細胞由来の膵臓をマウス個体内に作成することに成功しているが、小型動物で示された原理がブタのよ
うな大型動物でも適応できるかを検証するため、遺伝子導入と体細胞核移植により膵臓欠損ブタを作成し、蛍光遺伝子
トランスジェニックブタの胚細胞を移入して胚盤胞補完を行ったところ、胚細胞由来の膵臓を持ったブタが誕生し、正
常に生育することを見出した。これらの結果は臓器発生の機構を理解するための新たな方法論を提供するとともに、将
来的に異種動物個体内でヒト iPS 細胞由来の臓器を再生するといった、全く新しい再生医療技術の開発に貢献するもの
と期待される。本講演では我々の最近の研究を紹介しながら、ノーベル賞に輝いたこの素晴らしい技術が切り拓く新し
い医療の可能性について概説する。

略 歴
東京大学医科学研究所 幹細胞治療研究センター・センター長
Stanford 大学 幹細胞生物学・再生医学研究所・教授
Hiromitsu Nakauchi, M.D., Ph.D.

昭和 53 年 横浜市立大学医学部卒業
昭和 53�54 年 横浜市立大学病院内科研修
昭和 58 年 東京大学大学院修了（免疫学、多田富雄教授）
昭和 58 年�60 年 スタンフォード大学医学部遺伝学リサーチフェロー
昭和 59 年�62 年 順天堂大学医学部免疫学研究室助手・講師（奥村 康教授）
昭和 62 年�平成 7年 理化学研究所・国際フロンティア研究システム

研究員、造血制御研究チーム・チームリーダー
平成 5年�14 年 筑波大学基礎医学系・免疫学・教授
平成 14 年�20 年 東京大学医科学研究所ヒト疾患モデル研究センター・高次機能（幹細胞治療）研究分野教授
平成 19 年�現在 ERATO「中内幹細胞制御プロジェクト」研究総括
平成 20 年�24 年 東京大学 iPS 研究拠点・リーダー
平成 20 年�現在 東大医科研・幹細胞治療研究センター・センター長
平成 25 年�現在 Stanford 大学幹細胞生物学・再生医学研究所・教授

専門分野 幹細胞生物学、血液学、免疫学
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所属学会 ISSCR，Board of Directors（2004－2008）
日本再生医療学会 理事長（平成 20－22 年）
日本サイトメトリー学会 理事
日本遺伝子治療学会 理事

受 賞 平成 16 年第 41 回ベルツ賞
平成 21 年国際実験血液学会Donald Metcalf Lecture Award 受賞
平成 23 年 Royan International Research Award 受賞
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特別講演2
11月 14日（金）
13 : 55～14 : 55

座長：秋山 一男（NHO 相模原病院 院長）

美とは何か～基礎知識としての芸術入門～

せんじゅ ひろし

千住 博
京都造形芸術大学 教授

芸術とは人間の平和創造の為に生まれた概念です。そう言われても、皆さんはとまどってしまうかもしれませんね。
具体的にそれはどういうことか、と思うでしょう。
芸術というといったいどんな印象を持ちますか？ 壁にかかった外国の油絵を皆で見ましょうとか、難しいクラシッ

クのコンサートに行きましょうとか、そんな感じですか？ それなら、なくても結構、と思ってしまうかもしれません
ね。では絵画、映像、文学、料理、バレエ、音楽、建築…それら人類の表現活動の共通項は何でしょう？ 即ちいわゆ
る芸術の定義は何でしょう。そしてこれら芸術が追い求める美とは何でしょう。その定義は、科学や数学、そして人類
の文化、文明の広い意味での芸術全般に対しても成立しなくてはなりません。
この芸術という発想や美の意味の正しい認識こそが今人類にとても求められているのです。
この考え方が軽んじられ、忘れられて 20 世紀が過ぎました。
美を忘れ、芸術的発想をおざなりにしたその行き着く果てが 21 世紀の混迷を深める今の世界です。
芸術的発想、美的発想がなくては人間存在は成立しません。それはどういうことでしょう。そのことを一緒に考えて

みたいと思います。

千住博略歴

日本画家。京都造形芸術大学教授。京都造形芸術大学・東北芸術工科大学「藝術学舎」学舎長、同「千住博 ザ・スー
パー・アートスクール」校長。1958 年東京都生まれ。1987 年東京藝術大学大学院博士課程修了。1995 年第 46 回ヴェネ
ツィアビエンナーレ（イタリア）にて名誉賞受賞。2005 年ミラノサローネ（イタリア）。2006 年第 6回光州ビエンナー
レ（韓国）。2011 年第 5回成都ビエンナーレ（中国）。2010 年、2013 年瀬戸内国際芸術祭。2013 年オペラ「KAMIKAZE」、
2014 年オペラ「夕鶴」の舞台美術を担当。2014 年震災にあった宮城県女川町の新しい駅舎・公衆浴場の壁画制作（設計・
坂茂）。
現在までに世界各地で個展、グループ展多数。日本画、版画、壁画、デザインなどの絵画制作にとどまらず、文筆活動
や教育にも携わる。
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座長のことば

団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者になり、高齢者人口が約 3,500 万人となる 2025 年に向けて、病院を
取り巻く状況は急速に変化している。急性期から亜急性期、回復期等まで患者が状態に見合った病床で、そ
の状態にふさわしい医療を受けられる医療提供体制となり、介護ニーズと医療ニーズを併せ持つ高齢者を
地域で確実にささえていくための地域包括ケアシステム構築にむけて舵は取られている。
「入院医療・外来医療を含めた医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実」という国の医療政策
の方向に対し、国立病院機構病院、国立高度専門医療研究センターはどのように関わり、国民の医療の向上
という使命を果たしていくのか。国立病院が持っている資源や特色を活かして、社会に貢献していくために
は、地域医療計画を策定する地方自治体や他の医療機関等と密に連携しつつ、地域の中で自ら担うべき役割
を踏まえ、医療の質の向上と不断の経営改善という構造改革に取り組むことが期待されている。
本シンポジウムではまず、現在の国全体の病床の状況等を踏まえての医療政策の見通しについて保険局

医療課長に基調講演していただく。その後で都会型高度急性期病院としての将来ビジョン、国立病院機構に
期待されているセーフティーネット機能＋郊外型基幹病院としての機能をどう構築していくかの取り組み
を紹介していただく。その上で国立病院機構の経営環境を踏まえた支援体制を提示しつつ、医療現場の意見
を交えて、2025 年の医療の未来像と国立医療機関の役割を論じたい。

シンポジウム-1 医療機能の分化と連携～2025 年の医療体制を目指して～
座長：武田 純三 NHO 主管グループ担当理事

古都 賢一 NHO 本部 企画役

S1-1 2025 年の医療体制の将来像
宮嵜 雅則 厚生労働省保険局 医療課長

S1-2 都会型急性期病院としてNHOの目指すもの
村中 光 NHO 九州医療センター院長

S1-3 郊外型基幹病院としてNHOの目指すもの
斎藤 龍生 NHO 西群馬病院長

S1-4 医療機能と病院経営
依田 泰 NHO 本部 企画経営部長

S1-5 地域におけるNHO病院の役割
梅田 珠実 NHO 本部 医務担当理事
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座長のことば

昨年の国病学会の時点ではまだわずかな望み―独立行政法人からの枠組みから出て固有の根拠法に基づく新法人へ移行―を抱
いていたが、平成 25 年 12 月 24 日に閣議決定された「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」は、「独立行政法人通則法の一
部を改正する法律」として本年 6月に成立、公布され、平成 27 年 4月 1日の施行が決まり、国立病院機構は引き続き独立行政法
人の枠組みの中で再スタートすることとなった。主な特徴としては、
・中期目標管理型法人である。
・身分は非公務員であるが、公益性・公共性に鑑み、みなし公務員の規定が適用される。
・積立金は、次期中期目標期間中に必要な施設整備等の財源に充てることが出来る。
であろう。
固有の根拠法に基づく新法人としてスタートを切るという希望を抱いていた我々にとって「非公務員化」だけが大きな変革と言
えなくもない。我々職員は、どのような身分であれ、国民に対して医療サービスの質の向上を図る必要があり、組織としてはより
高い自主性・自律性の発揮が求められるところである。
そこで、本シンポジウムでは、医師をはじめとした各職域の方から「非公務員化」にあたり、
・医療サービス向上のため各職域で何が出来るのか、何をすべきなのか。
・人事管理の柔軟化と給与等労働条件の自己決定が望まれているが、働きやすい制度とは何か。
・非公務員化にあたり検討するべき課題、準備するべき課題はないのか。
等の視点から自由な意見を発表して頂き、国立病院機構の今後をみなさんとディスカッションし活性化の一助となればと考える。

シンポジウム-2 非公務員化に伴う変革
座長：松本 純夫 NHO 東京医療センター 名誉院長

宮﨑 健司 NHO 西群馬病院 事務部長

S2-1 非公務員化に伴う変革―医師の立場から
佐藤 康弘 NHO 災害医療センター

S2-2 病院運営における非公務員化のメリット
楠 孝司 NHO 村山医療センター

S2-3 非公務員化は夜勤看護師の確保の促進に繋がるか
江原くるみ NHO 水戸医療センター

S2-4 薬剤師業務活性化のための提案―転勤なし薬剤師選択制導入―
内山 英二 NHO 北海道医療センター

S2-5 臨床検査部門の戦略的マネジメントを考える
岩尾 文彦 NHO 名古屋医療センター

S2-6 事務職のマネジメント
樋口 弥 NHO 沼田病院



第 68回国立病院総合医学会 263

S2-1 非公務員化に伴う変革―医師の立場から

○
さ と う やすひろ

佐藤 康弘
NHO 災害医療センター 循環器内科

医師という立場から国立病院群が非公務員化されるさいに生じうる変革はなにかということを考えるときに、勤務医
が最初から終身雇用で病院採用となる形態はほぼゼロで、医局派遣であれ個人的に働く病院を選ぶ場合であれ、上級
医からの指導のもとに臨床経験を積み、専門科目を選んだのちは専門医としての能力を高め、さらに自らのキャリア
アップを念頭にして、いくつかの病院を数年程度の単位で異動して最終勤務形態（勤務医、開業医、研究医）を決定
していくという現状を抜きにしては考えられない。端的にいうと機構に所属する医師は、大学病院、さまざまな形態
の市中病院を経て国立病院に勤務しており、国立病院での勤務そのものも一時的という意識の医師が大部分と思われ
る。その中で、非公務員化で期待される変革ということであれば、医師にとっては長く勤めることが魅力的な病院、
すなわち医師にとってもマグネットファシリティーに変わっていくことがもっとも大切であろうと考えられる。現状
でよく聞く医師・コメディカル・事務などの間の縦社会的な組織の壁、職員の病院に対する帰属意識の薄さ、これは、
しばしば、熱意がないと患者にとらえられることもあり、最終的には患者の病院への期待度をさげる、などの問題点
を非公務員化でどう克服していくか本シンポジウムでディスカッションしていきたいと思う。

S2-2 病院運営における非公務員化のメリット

○
くすのきた か し

楠 孝司
NHO 村山医療センター 事務部

平成 25 年 12 月 24 日「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」として国立病院機構の中期目標管理型法人とて非
公務員化が閣議決定された。また、今般、国立病院機構では第 3期中期計画が策定され、地域医療への貢献をはじめ
として診療、研究、教育の分野で国立病院機構の果たすべき役割は大きくなっている。事務職の立場からというより
病院運営・経営面において非公務員化がどのようなメリットを生み出せるかを考えてみたい。言い換えれば、機構の
中期計画達成に向けて各施設が取り組む中で非公務員化をどのように活用できるかを考える。非公務員化により可能
となることは何か、一般的には柔軟な人事管理制度の導入が図れることがあげられ、兼業や民間との人事交流を可能
とする。病院が機能するには医師をはじめとする医療職の確保が必須であり、特に医師の安定した確保が病院の存続・
発展にかかっているといっても過言ではない。そのため、医師の確保対策について各施設では最重要な課題・問題と
して位置づけられている。非公務員化による柔軟な雇用制度として例をあげれば、短時間勤務職員の導入により大学
医局等との柔軟な勤務日（勤務時間）の調整が可能となり医師の派遣が行われやすくなる。在宅勤務制度の導入が可
能となれば、子育て期間中の女性医師が在宅で画像診断を行うことが可能となる。さらに、兼業や講演等に関しても
勤務時間内で行うことが可能となれば医師にとって魅力のあることである。給与水準の柔軟化や定年制度についても
どこまでメリットして可能とするか、またデメリットについても考えていきたい。
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S2-3 非公務員化は夜勤看護師の確保の促進に繋がるか

○
え は ら

江原 くるみ
NHO 水戸医療センター 看護部

平成 27 年 4 月、国立病院機構は「特定独立行政法人」から「非特定独立行政法人」に移行する。現在は身分は国家公
務員法が適用されているため、看護職は 60 歳定年制が布かれ、常勤採用にも制約がある。しかし、非公務員化となれ
ば柔軟な人員確保などの公務員として制限されている規制が解除されるためメリットとしての効果が発生すると期待
されている。非公務員化のメリットで変革につながるものとして「使用者は職員の任用が自由になること。職員は倫
理法の対象外となり私企業との接触が自由になる。職員は私企業の職を兼ねるなど兼業することができる様になる。」
がある。では、看護職員にはどう影響するのか。現在、看護部の抱える問題として夜勤勤務者の確保困難が挙げられ
る。子育て支援制度の利用が徐々に浸透し、少子化対策とともに働く女性を支援して勤労人口を確保することに繋が
ることを期待している。しかし、臨床では夜勤看護師の確保が困難となり夜勤業務を担う看護職の負担感に繋がって
いる。また、今後は高齢社会により親の介護休業を申請する看護職の増加も予測される。現在も国立病院機構として
夜間看護手当の増額、また個々の施設では夜勤専従者の採用、院内保育所での延長保育、自病院での病児保育、夜間
看護補助者配置など様々な努力をしているがまだまだ十分とは言えない。この様に看護管理者には試練となるような
現状の中で非公務員化により、制限されている規制の解除で何が可能になるのか、また何を準備しなければならない
のかを勤務形態・待遇面で考えてみたい。

S2-4 薬剤師業務活性化のための提案―転勤なし薬剤師選択制導入―

○
うちやま え い じ

内山 英二
NHO 北海道医療センター 薬剤科

近年、薬剤師の業務は、調剤室等の薬剤科内のみならず、病棟、医療安全対策部門、治験事務局など、病院内の様々
な場面に広がりをみせています。それぞれの場面で求められる知識や能力は大きく異なるため人材育成、教育訓練は
大きな課題です。一方薬剤師の数が足りずに取り組みが十分でない場合が少なくありません。まず、薬剤師を増員し、
薬あるところに必要な薬剤師を配置することを提案します。次に薬剤師業務を活性化させるためには、育成と定着が
重要です。薬剤師には転勤があり異動で経験を積み、主任、副薬剤科長、薬剤科長へと昇任します。しかし、一方で、
転勤の内示を受けた後に家庭の事情などを理由に、内示を断り退職するケースが存在します。優秀な人材を採用、育
成し定着させ、さらに薬剤科全体を活性化させるために、次の提案を行います。1．転勤なし薬剤師選択制の導入 2．
中途採用の活用拡大（認定等の資格を有する即戦力を採用）3．人事交流の拡大（国立病院以外の施設の指導者クラス
を想定）1．は、従来の転勤を伴うコースと転勤なしを選択制とし、転勤なしの場合、その病院にとり重要な業務（治
験（CRC）や、がん化学療法など専門性の高い業務）の資格を取得することを求め、転勤はありませんが、昇任面で
一定の制限を持たせます。2，3は、病院にとり即戦力を補強し、さらに指導者クラスの人事交流を活発化させ薬剤師
業務全体のレベルアップを図ります。非公務員化に伴い人事面でこれまでにはできなかった積極的改革案を、薬剤部
門のみならず、コメディカル全体で議論、検討を行うことが重要だと考えます。
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S2-5 臨床検査部門の戦略的マネジメントを考える

○
い わ お ふみひこ

岩尾 文彦
NHO 名古屋医療センター 臨床検査科

いよいよ国立病院機構も非公務員として仕切り直しすることになった。小生も大学卒業後、一年は民間病院に在籍し
ていたので実に 34 年ぶりに身分が振り出しに戻ることになる。非公務員化は柔軟な人員確保が可能となるとの事で、
政策医療や災害医療を担う国立病院機構としては大いに歓迎すべきことである。『ワークライフバランス』の実現を希
求する特に子育て世代の柔軟な雇用形態や、現場のニーズに即応した人材のリクルートが可能になり、それに伴って
国立病院機構も多様な働き方を受け入れる必要がある。一方、非公務員化を契機に、永続的に良質の地域医療提供を
支えるため、機構がより積極的に取り組むべき課題もある。例えば、臨床検査技師の適正数に関するエビデンスを供
出し、医療法に明記するように働きかけることも良質な臨床検査の提供の一助になると思われる。また、昨今の医療
技術の進歩に追随するためには、研修医制度と同様に、高い専門性を持つ技師を育成する研修技師制度が必要になり、
機構がこれを組織的に支援する必要も指摘される。最後に適切な医療を提供するには、国立病院機構は地域で愛され
なお且つ、良好な経営基盤を構築して医療を継続することが患者満足度並びに我々の雇用満足度も向上するWinWin
関係に繋がっていくと信じる。このシンポジウムでは、非公務員化による検査部門の成長戦略を模索し、参加者と議
論したい。

S2-6 事務職のマネジメント

○
ひ ぐ ち わたる

樋口 弥
NHO 沼田病院 事務部

独立行政法人制度改革については、平成 26 年 6 月 6 日に通則法及び施行に伴う関係法律の整備に関する法案の一部が
改正され、同年 6月 13 日に公布された。
施行に当たっては、諸点について適切な措置を講ぜられるよう求められている。
その中の一つに、「組織マネジメントの改善を推進するために、現場を知悉する内部人材が改革を主体的・自立的に担
うことが重要とされ、それを担う内部人材の登用・育成が行われるよう必要な支援に努めること。」とされている。
今後、病院運営により貢献するためにどう変われるか。事務職のマネジメント（効率的に機能させること）として人
材活用の柔軟化及び働きやすい制度設計の面も絡めて、現場である一病院からの視点で考えてみたい。
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座長のことば

社会全体では人口の高齢化、慢性疾患の増加に伴い在宅医療が推進されており、病院では在院日数の短縮
からストーマや経管栄養、中心静脈栄養、自己注射などを在宅で継続しつつ療養している患者が増えてい
る。その中には老老介護や高齢者の独居も多く見られる。知識や手技の習得が不十分で、不安を抱えたまま
に退院を迎える患者も少なくはない。このような患者には外来での相談指導の実施が必須となってくる。現
在は、専門性の高い看護師を外来に配置している病院も増えてきており、診療報酬も認められてきている。
ますます外来看護に期待される役割は大きくなると考える。
今後一層増加すると思われる糖尿病・がん等の患者が、疾病を抱えながら地域での生活の質を向上させ

るには、認定看護師等の活躍に期待する。在宅医療の推進には、入院早期からの退院支援はもちろんである
が、病棟看護・外来看護・地域看護の連携が鍵となるだろう。
今回は認定看護師の外来および病棟での活動、さらに在宅医療支援病棟での取り組みを施設内の活動と

して報告いただく。また在宅ケアへの移行ということで宇都宮先生のお話を伺い、「患者が地域で生活でき
ることを考えた施設内での看護」を会場のみなさんと一緒に考えていきたい。

シンポジウム-3 地域に貢献できる看護のあり方～病院から地域へ～
座長：萩原 一美 NHO 埼玉病院 看護部長

鈴木 英美 NHO 茨城東病院 看護部長

S3-1 糖尿病看護外来における地域との相互連携
石本 洋子 国立国際医療研究センター病院

S3-2 在宅療養に対する不安の軽減を図るためのがん性疼痛看護認定看護師としての活
動
渡邉 明美 NHO 埼玉病院

S3-3 最期まで安心して自宅で過ごしたいという患者・家族の思いを叶える在宅医療支
援病棟の看護師の取り組み
膽畑 敦子 国立長寿医療研究センター

S3-4 地域包括ケア時代における在宅療養移行支援の重要性と展望
宇都宮宏子 在宅ケア移行支援研究所 宇都宮宏子オフィス



第 68回国立病院総合医学会 267

S3-1 糖尿病看護外来における地域との相互連携

○
いしもと よ う こ

石本 洋子
国立国際医療研究センター病院 看護部

糖尿病人口の増加や高齢化の流れを受け、長期にわたり自己管理を必要とし、きめ細やかな対応が求められる糖尿病
は政策医療の中の 5疾病に指定されており、病院の機能分化や病病連携、病診連携等の地域との連携強化はますます
重要な課題となっています。このような中、看護における役割分担や看護連携についてもさらなる充実が求められて
いると言えます。当院では看護外来のひとつとして、糖尿病患者を対象としたフットケア外来を開設し、足病変ハイ
リスク患者に対し、足病変予防のためのフットケアやセルフケア指導を行っています。また、インスリン自己注射指
導や糖尿病透析予防指導等の糖尿病療養指導を通して在宅療養支援を行っています。当院は都心部で高齢世帯が多い
地域に位置しており、療養指導をする中で、地域のクリニックや訪問看護ステーション、ケアマネジャー等との連携
や協同が必要なケースが度々あります。今後、多くの外来患者にかかわり、その中で地域との連携が必要な患者を見
出し、病院と地域の看護をつなぐという「架け橋」としての役割がさらに外来看護師に求められると考えます。一方、
糖尿病看護外来および糖尿病看護認定看護師の活動として、当院糖尿病情報センターが主催する研修会や地域の看護
師対象の勉強会を開催し、糖尿病療養支援についての情報発信を行っていますが、これらの活動を通して、交流を深
め、顔の見える相互連携を推進していくことも病院看護師として重要な役割であると考えています。本稿では当院糖
尿病看護外来の現状と勉強会を通した地域との連携の実際について紹介し、地域に貢献できる看護のあり方について
考察いたします。

S3-2 在宅療養に対する不安の軽減を図るためのがん性疼痛看護認定看護師とし
ての活動

○
わたなべ あ け み

渡邉 明美
NHO 埼玉病院 看護部

私は、現在緩和ケアチームの看護師をしていますが、外来患者の医療用麻薬開始時や、退院に向けた指導が必要な入
院患者に十分関わることができておらず、在宅で患者や家族が疼痛管理上、どのような点で困っているのか把握でき
ていないのが現状です。しかし、緩和ケアチームで介入している患者や家族と関わる中で、医療用麻薬に対する強い
不安を抱いている方や、痛みはなるべく我慢するものと考え鎮痛剤の使用を控える傾向にある方に出会うことは少な
くありません。疼痛治療の早い段階から患者や家族に関わることができた場合は、気がかりな事について伺い、医療
用麻薬の安全性や、疼痛に応じて臨時薬を使用する際の効果的なタイミングなどについて一緒に考え時間をかけて説
明することができます。しかし、その数はまだまだ少ないのが現状です。平均在院日数の短縮が重要視されている現
在では、がんの痛みを有する患者に対し、外来で医療用麻薬が開始されることも多くなっています。また、医療用麻
薬は危険防止の観点から、他の薬剤と比較して患者管理への移行が困難となり、入院中に患者自身で鎮痛剤を管理し
ないまま在宅へ移行することも少なくありません。在宅では、患者自身が正しい知識をもって鎮痛剤を使用しなけれ
ば、疼痛による苦痛を抱えたまま生活する可能性があります。そのため、現場の看護師が必要な知識・技術を身に付
けて患者教育ができるように、継続して看護師への教育活動を行うことも重要な役割となります。今後、地域におけ
る在宅緩和ケアの現状を知り、地域の看護師や多職種と情報交換を行い、自施設でできることを見出し、改善・強化
していくことが喫緊の課題です。
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S3-3 最期まで安心して自宅で過ごしたいという患者・家族の思いを叶える在宅
医療支援病棟の看護師の取り組み

○
い は た あ つ こ

膽畑 敦子
国立長寿医療研究センター 看護部

在宅医療支援病棟は地域の在宅医療活性化のモデルとして在宅で過ごしたい患者や家族の思いを叶えることを目指
し、2009 年 4 月に開棟された。「高齢者の尊厳を大切にし、最期まで安心して生活ができる在宅医療の推進」を病棟理
念としている。在宅医療支援病棟の主旨について同意を得た診療所医師を「登録医」とし、登録医の在宅診療を受け
ている患者を「登録患者」とし、患者の急変時や介護者のレスパイト時には断ることなく入院を受け入れている。病
棟は 20 床で運営している。看護師はプライマリー制をとっており、繰り返す入院においても同じプライマリー看護師
が入院から退院まで継続して支援をしていく。また、看護師の経験の差や交代制勤務を考慮し、チームナーシングも
導入している。プライマリー看護師は患者、家族と時間をかけて関係性を構築し、患者の意思決定支援者としても責
任を持つ。患者の入院時より在宅に向けての援助を視野に入れて家族のアセスメントを行い、家族を含めた支援を行っ
ている。また医師や薬剤師、栄養士や地域連携室看護師、リハビリスタッフなどの入院医療チームと連携を取り、ケ
アマネや訪問看護師、在宅医などの在宅医療チームとも連携を取ることで患者の在宅生活を支えている。患者自身の
疾病に対する思いや理解を直接聞き、患者や家族の思いに寄り添い、可能な限り希望に沿う支援が出来るのは、日頃
から患者の傍にいる病棟看護師だからこそ出来ることであり、それは同時に看護本来の姿であり看護のやりがいでも
ある。本シンポジウムでは病棟看護師の患者・家族の思いに沿った支援の実際について報告したい。

S3-4 地域包括ケア時代における在宅療養移行支援の重要性と展望

○
うつのみや ひ ろ こ

宇都宮 宏子
在宅ケア移行支援研究所 宇都宮宏子オフィス

私は、専門的なスキルを持った退院調整看護師と、外来・病棟のジェネラリストナースの協働により退院支援・退院
調整を提供するために、3段階方式を生み出し、病院機能・規模に合わせて院内・院外システムを構築する事を提唱し
ている。2013 年 8 月に公表された「社会保障制度改革国民会議報告書」には、これからの医療のあり方について「病
気と共存しながらQOLの維持・向上を目指す医療となる。そしてその射程にはその時が来たらより納得し満足でき
る最期を迎えることができるように支援すること、すなわち、死すべき運命にある人間の尊厳ある死を視野に入れた
『QOD（クオリティ・オブ・デス）』を高める医療も入ってくる。病院完結型の医療から地域完結型の医療へと転換す
る中で、人生の最終段階における医療のあり方について国民的名合意形成をしていく事が重要である。」と記載されて
いる。退院支援や外来における在宅療養支援が目指すところは、医療が生活や人生を中断しないということ、暮らし
の場を変えずに人生を生ききること、“住み慣れた地域での生活を継続すること”を可能にするために何が必要かを患
者さんと共に考えることであり、そのことを可能にするための地域づくりが求められてくる。長期入院患者の収容先
を探す、後追いの退院調整から、「地域居住の継続」を実現するために何が必要かをマネジメントすること、在宅療養
移行支援マネジメントを、公平に、効率的に提供するために看護管理者としてどう取り組むかを提案したい。
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座長のことば

世界の医療は、文明の一部として文字で後世にわたり広く伝えられ且つ評価をうけるようになり飛躍的
進歩を来した。国立医療学会に属する医療人は、日々の業務の中で新たな取り組みと成果を出してきてい
る。これらを如何に多くの医療人に役立ててもらうかは、各自が成果を文字として公表する事が必要であ
る。国立医療学会の学会誌である「医療」は、昭和 21 年に旧国立病院ならびに国立療養所の職員を対象と
する学術誌として創刊され、査読のある学術誌として本年で第 68 巻を迎えた。医師、看護師のみならず多
職種のメディカルスタッフからの論文投稿を受け付けており、採用している。しかし、論文作成に慣れてお
らず敷居が高いと感じている医療人も少なくない。本シンポジウムでは、どのような点に留意すれば論文作
成が行え、論文として後世に伝えられるかをわかりやすく解説したい。「医療」は、国立医療学会構成員で
あれば誰でも投稿できる学術誌であり、今後の我が国の医療発展に寄与する事のできる媒体である。

シンポジウム-5 医療系論文の書き方と注意点
―「医療」に投稿して世の中に発信しよう―
座長：大島 久二 NHO 東京医療センター 副院長

川井 充 NHO 東埼玉病院 院長

S5-1 研究の設計図を作ろう
榎本 哲郎 国立国際医療研究センター国府台病院

S5-2 研究倫理と利益相反
藤本純一郎 国立成育医療研究センター

S5-3 決まりを知っていれば論文作成はむずかしくない
川井 充 NHO 東埼玉病院

S5-4 メディカルスタッフからの投稿―看護の立場から―
長田 恵子 NHO 災害医療センター

S5-5 「医療」の編集方針と論文受付後の対応
大島 久二 NHO 東京医療センター
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S5-1 研究の設計図を作ろう

○
えのもと てつろう

榎本 哲郎
国立国際医療研究センター国府台病院 精神科

日常の業務や活動の中で疑問に思ったことや困ったことがあったら、誰かがすでに解決策を見つけているかもしれな
い。インターネットを使って情報収集してみよう。日本語なら医中誌Web、英語なら PubMed や The Cochrane Li-
brary にキーワードを打ち込んで検索すると先達の論文名が列挙される。手当たり次第に抄録を読んでみて、これは！
と思う論文があったら全文を読もう。しかし大事なのは方法と図表を含めた結果のところなので、長い前文や考察は
飛ばして読んでもよい。こうした検索をしても知りたい情報があまり見つからない場合は、あなたの疑問を研究とし
てまとめてみて、学会で発表してみよう。学会の会場では同じようなことで悩んでいる人たちと意見交換ができる。
それだけでも有意義だが、そこで終わってしまうともったいない。せっかくの経験は、論文にすることによって広く
多くの人達に共有され、日本中（英語で発信すれば世界中）の日常業務や活動に活用されることになるのだから。さ
て、日常の業務や活動をどのようにして研究としての体裁に整えたらよいのだろうか。初めに研究の設計図を作って
みよう。一枚の白紙を題名、背景、方法、結果、まとめに五分割する。そこにどんどんメモしていく。「背景」には文
献検索して得た情報も入れる。「方法」は対象、方法、統計学的検定法を、「結果」には「方法」に対応するように結
果を記入する。「まとめ」では、結果からどのようなことがいえるのか、結論を明確に書く。先達の報告と自分の結果
との類似点や相違点も書く。今後の展望を述べるのも良い。こうして研究の設計図ができあがると学会に抄録を登録
できるし、論文化も容易になってくる。

S5-2 研究倫理と利益相反

○
ふじもと じゅんいちろう

藤本 純一郎
国立成育医療研究センター 理事長特任補佐室

薬の効果を調べる臨床試験の際に、不適切な操作で事実と異なる結果を導き出して公表し、かつ、その操作が薬を販
売する企業関係者によって行われていた、という事件がありました。ごく一部の者によって行われていると思いたい
ですが、結果的には現場に種々の制約がかかってきます。それらを理解し安心して研究を行い「医療」に発表しましょ
う。ちなみに数年前から「医療」の編集委員を担当していますが「怪しい」原稿はありませんでした。
医学研究を行う際は研究の倫理指針を遵守する必要があります。指針は研究者を守ってくれている、という見方をす
ればどうでしょうか？現在、疫学研究指針と臨床研究指針の見直し作業中ですが、厳しくなる内容がある一方で緩和
される部分もありそうです。「医療」の論文の多くはカルテ情報の集計等ですが、このような研究はやりやすくなると
期待できます。
利害相反は、厚生労働科学研究における利益相反の管理に関する指針では、「利害関係が想定される企業等との関わり」
あるいは「外部との経済的な利益関係等によって、公的研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる、又は
損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されかねない事態」と定義されています。「医療」の論文では該当し
ないものが多いですが、例えば特定の医療機器の使い勝手を調べる研究では、機器メーカーから寄付等を受けている
かどうかが問われます。日本医学会では「医学研究のCOI マネージメントに関するガイドライン」を公表しています。
これらの指針からポイントを要約します。
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S5-3 決まりを知っていれば論文作成はむずかしくない

○
か わ い みつる

川井 充
NHO 東埼玉病院 院長

日々の診療業務で得た貴重な経験およびこれに端を発した研究の成果を論文にして同じ仕事をする仲間たちに広く知
らせることは国立病院機構の職員の義務である。研究を行うには自らもはじめとして多くの同僚の時間と努力を必要
とする。また一般的には研究費が使われている。そして何よりも人を対象とする研究では研究対象者の協力が不可欠
である。世の中に役立つ形に残さずにこれらを無にすることは許されない。国立医療学会の機関誌である「医療」は
すべての職種の会員からの論文原稿を受け付けており、最も投稿しやすいプラットフォームである。論文の作成はそ
のルールを熟知すれば思ったよりむずかしくない。何よりもはじめに投稿しようとする雑誌の投稿規定を熟読すべき
である。受け付けられる論文のカテゴリー、許される字数（ページ数）、用語や単位の選びかた、キーワード、文献の
引用のし方などその雑誌に掲載される論文すべてに適用されるルールが書かれており、これに沿わない投稿は基本的
に受け付けられない。しかし、どこの雑誌に投稿する場合も当然と考えられる「常識的なことがら」はそこには書か
れていない。投稿にあたっては次の点をあらためてチェックしてほしい。1）題名は具体的に論文の内容に限定する。
2）抄録はそれだけで論文の内容が理解できるように書く。3）著者は研究に具体的に寄与した人に限る。4）所属は研
究を行った施設を書く。5）略語は初出のときに正式な用語を記載する。6）目的と結論は対応し、方法と結果は対応
している。6）時制は読者が論文を読んでいる時が「現在」である。「普遍的事実」は現在形で書く。7）論文は参考文
献ではなく引用文献である。

S5-4 メディカルスタッフからの投稿―看護の立場から―

○
お さ だ け い こ

長田 恵子
NHO 災害医療センター 看護部

医療のここ 2年間の投稿実績をみると、総説 6題、原著論文 12 題、報告 32 題であった。投稿者の職種内訳は、総説
は 6題とも医師。原著論文は医師 5題で薬剤師・管理栄養士・臨床検査技師がそれぞれ 2題ずつ、理学療法士が 1題。
報告は、医師が 15 題、薬剤師が 6題、栄養士・臨床検査技師・心理療法士・診療放射線技師がそれぞれ 2題ずつ、看
護師・理学療法士・臨床工学技士がそれぞれ 1題ずつの投稿であった。総説はともかくとして、原著・報告の半数以
上はメディカルスタッフからの投稿であり、多職種からの医療をとらえた学会誌として特徴的である。しかし、職員
数の数の大きさからすると看護からの投稿は少ない。一般的にも専門分野の研究報告は多いが、日常の看護実践から
の気づきを研究につなげる、研究成果を活かす、研究を重ねるといったことは少ないと感じる。原因として考えられ
る事は、看護は現象学的な要素が強く、数値に示すことのむずかしさがある。さらに、看護の実践は患者ごとの個別
性が強く、一般化ができにくい面がある。研究者育成に時間的な制約や支援体制の不十分さも影響していることもい
われている。ただ、一般化ができにくいものでも、意義があれば発信して多くの人の目に触れ、類似性のある症例を
集め報告をすることはできる。先行研究にないオリジナリティーの発信は、多くの人の視野の広がりや新たな研究の
取り組みにつながる。論文作成は、看護実践の有効性やエビデンスを客観的に説明する機会ともなり、チーム医療の
中で、他職種と互いの役割の理解の深まりにつなげることができる。そのためにも研究に取り組む機会づくり、継続
的な研究支援、投稿の働きかけが必要である。
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S5-5 「医療」の編集方針と論文受付後の対応

○
おおしま ひ さ じ

大島 久二
NHO 東京医療センター

「医療」は、国立医療学会の学術誌として、医療に関わる全ての分野・職種からの論文投稿を受け付けている。論文の
種類としては、原著、報告というオリジナルデータに基づく論文の他、総説や論説等のカテゴリーでも投稿可能であ
る。編集の基本方針は、我が国の医療の発展に寄与する全ての分野の情報を、的確に正しく国立医療学会の構成員に
伝えることである。そのため、医師、看護師や、事務系の職員を含め全ての職種からの投稿を受け付けている。「医療」
に投稿するには、まず「投稿規定」を読む必要が有る。その中で原著、報告等のカテゴリーを決め、「原稿作成」に従っ
て論文を作成する。初めて論文作成をするときには、共著者あるいは上司に相談しながら行うのが最も簡便で早道で
ある。投稿後は、2名の査読者による査読を行う。この査読により、著者が気づかなかった問題点や記載方法が明らか
になり、より良い論文となる。この査読の過程を 1度あるいは数度繰り返し、採用（受理）となる。その後は、編集
委員会と事務局で細かな修正を行って論文として紙上公開される。大きな関門は、最初の論文作成までである。その
後の査読、編集室との修正作業は、焦点が絞られているので多くの投稿者は戸惑う事はすくない。是非、最初の論文
作成に積極的に挑戦していただきたい。
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座長のことば

看護師には、多職種との連携や看護師間での協働作業、患者や家族との関わりなど、円滑なコミュニケー
ションが求められる場面が多くあります。特に、看護ケア場面では、患者が表出する様々な感情に向き合わ
なければならず、看護師側にも多くの感情が生じます。それらの感情は、怒りや悲しみであったり、不安や
傷つき、あるいは無力感かもしれません。しかし、援助職である看護師は、目の前の患者のケアに追われ、
自身に生じた感情について自覚し吟味することもないままに、やり過ごすことも多いのではないでしょう
か。受け入れがたい感情の場合には、看護師としてそのように感じてはならないと、自分の中で生じた感情
をなかったことにすることもあるかもしれません。放置された感情の蓄積は、心身を疲弊させます。
そこで、普段は患者を初めとした相手のことを考えることが得意な看護師ですが、今回は、自分自身の中

に生じる感情に注目する機会にしたいと思います。
当日は、宮本真巳先生（亀田医療大学看護学部教授）より、感情活用の実践方法を紹介していただきます。

感情活用方法を知っておくと、人との関わりが楽になりますし、その場で何が起こっているのか状況を理解
しやすくなります。困難な場面では、解決の糸口になることもありますし、何よりも看護師自身が無用な落
ち込みをせずにすみます。
ストレス対処の 1手段ともなりますので、感情活用方法を知って、セルフケア力を高める機会にしてもら

えたらと思います。

シンポジウム-6 感情活用でセルフケアアップをしよう！
座長：熊地 美枝 国立精神・神経医療研究センター 看護師長（研究支援係長）・専門看護室長

（精神看護専門看護師）

S6-1 感情労働による消耗は不可避か？―看護師の感情活用とストレス対処―
宮本 真巳 亀田医療大学
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S6-1 感情労働による消耗は不可避か？―看護師の感情活用とストレス対処―

○
みやもと ま さ み

宮本 真巳
亀田医療大学 看護学部

看護師が患者の感情に配慮することは当然とされる反面、看護師の感情が配慮されることは少ない。しかも、看護師
自身、患者の言動によって触発された感情に注意を払う習慣がなく、むしろ自分の感情には目を向けないようにして
いる。しかし、患者から無理な要求を突き付けられ理不尽な攻撃に曝されれば、心穏やかでいられる看護師はいない
だろう。それでも多くの看護師は、不快を覚えて動揺する自分を責め、何が起こっても感情的にならず冷静でいたい
と願う。社会学者ホクシールドは、顧客の不快感を解消するために、自らの不快感を抑圧・抑制するよう義務付けら
れて消耗や疲弊に追いやられがちな人々を感情労働者と名付け援助職をその典型とした。看護研究者の中には、看護
師は感情労働を職務の一部として引き受けているので消耗することはないと主張する人もいる。しかし、不快感の抑
圧・抑制は看護師のストレスを高め消耗を強いる上に、看護の質そのものの低下という結果をもたらす。看護師の不
快感は、概ね患者が適切な療養姿勢をとらないことに由来しているので、不快感を適切に表現し患者に伝えることは、
適切なケアが成立するための必要条件だからである。カウンセリングの創始者ロジャーズや看護理論家オーランドは、
患者の言動に触発された不快感の率直な表現を奨励したが、ストレスが貯まらない反面、関係が拗れやすいというジ
レンマ故か、日本では受け入れられてこなかった。当日は、不快感への注目を糸口にして内省を深める技法である「異
和感の対自化」と、適切な感情表現によってコミュニケーションの深化を図る技法である「異和感の投げ返し」の組
み合わせによる感情活用の実際を紹介する。
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座長のことば

わが国では人口の高齢化に伴い、がん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病が増加し、死亡原
因でもこうした生活習慣病がその約 6割を占めるとされる。一方で、生活習慣病の発症には不適切な食生活・運
動不足・過度の飲酒・喫煙・ストレスといった「生活習慣の歪み」が関与しており、生活習慣病は予防可能な疾
患であるとして、平成 20 年度から特定健診・特定保健指導が始まり、平成 25 年には新たに減酒支援も加えられ
た。一方で、（生活）習慣はわれわれ自身が、自らの満足、快適さを求める中で長年かけて身に付けてきた行動
様式でもある。したがって、生活習慣を変える（行動変容）には努力や工夫、動機付けの低い人にとってはさら
に苦痛や犠牲を伴うこともある。生活習慣の行動変容は「言うは易く行うは難し」と、その支援を行う医療保健
従事者に感じられていることもあるが、ツボを押さえた簡単な介入で劇的な行動変容に至る者も少なくない。支
援者自身がそのコツを知り、クライアントの行動変容とそのもたらす効果に自信を持って臨むことも重要であ
る。本シンポジウムでは、様々な生活習慣を取り上げ、その行動変容をもたらすコツをテーマとした。
当日は、行動療法家として生活習慣の行動変容をわが国で一早く手掛けられ、この領域のパイオニアでもある
足達淑子先生に生活習慣の行動変容と行動療法について総論的に語って頂く。その後、臨床現場で生活習慣の行
動変容に関わってこられた 3名のシンポジストに食生活（奥山恵先生）、禁煙（寺嶋幸子先生）、減酒（伊藤満先
生）のそれぞれの支援のコツを語って頂く。3名のシンポジストの職種が管理栄養士、看護師、臨床心理士と様々
であるように生活習慣の行動変容は、臨床のフロントラインを守る様々な職種が関わる身近な問題であるとと
もに、公衆衛生学や予防医学と依存症医療が融合して形作られている新たな領域とも言える。

シンポジウム-7 生活習慣の改善を促すコツ
座長：杠 岳文 NHO 肥前精神医療センター 院長

岩本亜希子 NHO 久里浜医療センター 精神保健福祉士

S7-1 実臨床に活かす行動変容
足達 淑子 あだち健康行動学研究所

S7-2 食生活支援のコツ
奥山 恵 東松山医師会病院

S7-3 禁煙支援のコツ！
寺嶋 幸子 NHO 京都医療センター

S7-4 減酒支援のコツ
伊藤 満 NHO 久里浜医療センター



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

276 Yokohama, November 14-15, 2014

S7-1 実臨床に活かす行動変容

○
あ だ ち よ し こ

足達 淑子
あだち健康行動学研究所

（認知）行動療法（CBT）は 1950 年代から行動科学の応用として発展してきた心理療法で、精神医学、心身医学（行
動医学）、行動健康学において多くのエビデンスを得ている。行動科学の目的は、人の行動（認知や感情も含む）を記
述し説明し予測して制御することにある。CBTには大きなルール、例えば「刺激―反応の関係で行動をとらえる」「行
動分析（仮説）の検証で問題解決を図る」などがあるが、普遍的な原理原則を押さえてさえいれば、具体的な課題に
柔軟に適用できる。演者は肥満で行動療法の威力を実感して以来、糖尿病、高血圧等の生活習慣病コントロールから、
親訓練による養育スキル、睡眠や飲酒などの習慣行動への適用研究をライフワークとしてきた。研究にあたっては「読
んでもらえる文章」「回収率を高める質問票」の作成など、随所で原則を意識している。一方、精神科・心療内科の診
療では、本法は個々の患者さんの習慣変容支援はもちろん「対応に詰まったときどう考えるか」の頼れる指針になっ
ている。CBTの魅力は、そのような日常の細部の課題に対して具体的なヒントが得られ、多くの場合それが「当たる」
ところにあると思う。ところがCBTに対する一般認識は「時間がかかる」「専門的で難しい」「マニュアルどおりになる
はずがない」などハードルが高い。注目される慢性疾患セルフマネジメントプログラム（CDSMP）、エンパワメント、
コーチング、動機づけ面接などはいずれもCBTの各論であるから、現場での実践は進んでいるに違いない。本シンポ
ジウムでは、CBTが実臨床でこそ有益な対人サービスの基本スキルである点を強調したい。

S7-2 食生活支援のコツ

○
おくやま めぐみ

奥山 恵
東松山医師会病院 健診センター

平成 20 年度より、生活習慣病予防の観点から、医療保険者によるメタボリックシンドロームの概念を踏まえた「特定
健診・特定保健指導」が導入され、健診結果から選定されたハイリスク者に対して、生活習慣改善のための保健指導
が実施されている。
特定保健指導の実施者である医師・管理栄養士・保健師には、対象者に生活習慣改善のための自発的な行動変容を促
す支援技術が求められている。具体的には、対象者が健診結果に基づき自らの健康状態と生活習慣との関係を理解し
た上で、生活習慣改善の必要性を認識し、改善のための行動を起こすだけではなく、継続して自己管理できるように
なることである。行動変容を促すには、個々の食生活や環境などを考慮し、1人 1人に合った支援が必要となる。その
中でも食生活は多様であり、取り組み方は量や頻度の調整、食事を摂る時間、食べ方の改善など、対象者に合った細
やかな目標設定が可能である。
そこで、食生活に焦点を当てた対象者中心の生活支援手法の検討を目的に、平成 21～23 年度厚生労働科学研究事業
（主任研究者：女子栄養大学 武見ゆかり教授）として、保健指導に関する既存データを用いた量的検討や、減量成功
者および非成功者を対象とした質的検討の結果をもとに、主に肥満の改善につながる支援手法の整理・体系化を行っ
た。研究から得られた減量成功のポイントをふまえ、支援者用ツールとして「脱メタボリックシンドローム用 食・
生活支援ガイド」を作成し、当センターでは平成 23 年 9 月より特定保健指導の面接支援時に導入している。本シンポ
ジウムでは「食・生活支援ガイド」を使った行動変容を促す食生活支援のコツと、当センターでの導入効果を紹介す
る。
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S7-3 禁煙支援のコツ！

○
てらしま さ ち こ

寺嶋 幸子
NHO 京都医療センター 看護部

すべての医療従事者は喫煙者に対して禁煙を勧める必要があると考えられるが、医療従事者が禁煙支援を行うための
知識が十分ではなく、医療現場での禁煙アドバイスや禁煙治療に関する情報提供などが必ずしも徹底されているとは
言えない。禁煙支援の具体的な方法について理解を深め、禁煙推奨ならびに支援を広めてゆく必要がある。
当院では、平成 19 年 4 月から禁煙外来を開設し禁煙外来での治療のみならず、世界禁煙デーや看護の日イベントとし
て院内外における禁煙相談や取材応対等、様々な禁煙支援を繰り広げてきた。「薬があるので難しくありません」「私が
お手伝いします」と説明すると「やってみようか」「いいきっかけだ」など禁煙治療に前向きな反応が見られる。医療
従事者が禁煙支援の目的・意義を理解し、また支援を受ける患者もそれが理解できるよう支援を行うことは大変有用
である。これまで、当院で保険治療を行った患者数はのべ 1179 名であり、596 名が禁煙達成しており達成率は 50.6％
である。これらの患者の禁煙治療中に行ってきた禁煙支援の経験を基に、支援における 4つのポイント（4A）である
【Accept 受容・繰り返す】【Admire 褒める】【Ask 尋ねる】【Advice 伝える】についてお話ししたい。また近年では対象
患者が多様化している。これまで癌ステージ 4の患者への禁煙支援については医療従事者も消極的であった。またう
つ病や統合性失調症治療中で精神状態の増悪など禁煙支援時は特に注意を要する。今回癌ステージ 4の患者や精神疾
患の増悪を来した患者に対して、精神科との連携や細かな観察を行った結果、禁煙達成した事例を経験したため紹介
したい。

S7-4 減酒支援のコツ

○
い と う みつる

伊藤 満、岩本 亜希子、瀧村 剛、真栄里 仁、松下 幸生、樋口 進
NHO 久里浜医療センター 心理療法室

わが国には、断酒が必要となるアルコール依存症者が約 80 万人、飲酒量を減らす必要がある多量飲酒者が約 860 万人
いると推計されている。多量飲酒者の飲酒量低減を目的としたブリーフインターベンション（Brief Intervention ; BI）
について紹介したい。
BI は 1980 年代からWHOの多国間共同事業として欧米を中心に開発・研究され、わが国においても少しずつ活用の
幅が広がっている。久里浜医療センターではBI のツールを作成し、webで公開している（http：��www.kurihama�
med.jp�kaijo_tool�index.html）。これらのツールは、以下の手順で介入を進めるように構成されている。1飲酒量のア
セスメント、2減らすための方法の検討、3飲みすぎてしまう場面での対処法の検討、4今後の目標の設定、5毎日の
飲酒のモニタリング。
効果的に実施するための重要な要素として、FRAMESと呼ばれるものが知られている。これはFeedback（フィード
バック：アルコール関連問題の正確な現実を本人にフィードバックする）、Responsibility（自己責任：アルコール関連
問題の改善に関する責任が本人にあることを強調する）、Advice（アドヴァイス：明確な助言をあたえる）、Menu of
alternative change options（他の選択肢：複数の飲酒行動改善方法を紹介する）、Empathy（共感：介入者が対象者に
対して共感的態度をとる）、Self�esteem（自己効力感：飲酒行動の改善に関して、自己達成が可能であることを理解さ
せ、支援する）の頭文字を取ったものである。
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座長のことば

がん医療・緩和ケアにおいて、患者やその家族に対するメンタル面でのケアが重要であるということは、
つとに強調されるところです。とはいえ、いざ、それを現場において実践しようとすると、様々な疑問やハー
ドルにしばしば突き当たるのではないでしょうか。身体的苦痛に関する症状コントロールに比べて、精神・
心理的な問題については、「そもそも、どこから関わってゆけばいいのか？」「多職種で関わると良いとは思
うが、どのように連携したらよいのか？」といった基本的な点から迷ってしまうことも少なくありません。
医療行政の後押しもあり、多くの病院で緩和ケアチームが活動するようになった昨今ではありますが、そん
な今だからこそ、あらためて、「私たちは、緩和ケアチームにおける“多職種の強み”をどれぐらい生かす
ことができているだろうか？」と、問い直してみる価値もあるかと思われます。
そこで今回、私たちは、「多職種での連携」という側面にフォーカスを合わせつつ、精神・心理面の支援

について考えるシンポジウムを企画しました。シンポジストは職種の異なる 4名の方々―緩和ケアチーム
に関わる看護師、臨床心理士、ソーシャルワーカー、そして、緩和ケアチームに支援を依頼する側の医師―に
お願いし、それぞれのお立場からご報告いただく予定です。シンポジウム後半にはディスカッションの時間
も設けておりますので、フロアの皆様とともに、闊達な議論や意見交換の場としてゆければと思います。

シンポジウム-8 緩和ケアにおける患者・家族への精神・心理面の支援
～多職種で行う患者・家族へのアプローチ～
座長：古野 拓 NHO 横浜医療センター 精神科部長

S8-1 緩和ケアにおける患者・家族への精神・心理面の支援～多職種で行う患者・家族
へのアプローチ～患者の主治医の立場から
椿原 基史 NHO 横浜医療センター

S8-2 緩和ケアチーム専従看護師からみた患者・家族への心理社会的支援の現状と課題
高田 博美 国立がん研究センター中央病院

S8-3 がん患者とその家族への臨床心理士のかかわりについて
児島ゆう子 NHO 横浜医療センター

S8-4 がん患者・家族への心理的・社会的・経済的課題へのアプローチ―MSWの立場
から―
坂本はと恵 国立がん研究センター東病院
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S8-1 緩和ケアにおける患者・家族への精神・心理面の支援～多職種で行う患
者・家族へのアプローチ～患者の主治医の立場から

○
つばきはら もとふみ

椿原 基史１、山川 泰2、須藤 成人1、小嶋 亮太1、後藤 秀人1

NHO 横浜医療センター 呼吸器内科1、関東労災病院2

がん患者で「うつ病」の 1か月有病率が 20％以上とされ、精神医学的介入が予後を改善すると言われる。当科の緩和
ケアチーム（PCT）依頼も増加し、連携改善と客観的な治療方針検討の為、栄養状態評価など予後因子を加え病状シー
トの作成を試みてきた。今回はうつ状態やせん妄など精神症状、食欲不振・倦怠感・不眠などの症状、スピリチュア
ルな苦痛にも注目し後方視的に検討し、主治医がいつ、いかに対応すべきだったかを考察した。【対象】H19 年～25
年に当科で治療し死亡された非小細胞肺癌の、PCTへの介入依頼症例。【方法】1．観察時期；死亡前 6ヶ月、3ヶ月、
6週、3週、2週、1週、3日。2．観察症状；痛み、他の身体症状、精神症状。3．検査データ；KPS，PNI など、つら
さと支障の寒暖計の得点、痛みのNRS。4．PCT介入後の処方や指示の変更内容。各症例で上記 1の時期に 2～4を調
査した。【結果】癌の治療後に病状悪化し介入依頼した PS3 以上の症例が殆どで、初診時の不安・うつ状態は評価され
ていなかった。痛みは全例で、評価しやすい浮腫や体重減少は多くカルテ記載され、不安状態は看護師が、スピリチュ
アルな苦痛は臨床心理士が記載していた。死亡 6ヶ月～6週間前にかけ PSや PNI は継時的に低下した。PCT介入後
のオピオイドやNSAIDs などの処方・指示で、死亡直前まで痛みの改善を認めた。患者の気持ちや意欲に関するカル
テ記載には、主治医の認識とギャップがあった。【考察】多職種で行う患者・家族へのアプローチに、共通する病状シー
トの利用とその必要時の更新が有用と考える。また医療職連携の多様化に伴い、主治医の、患者・家族の精神・心理
面への関与と支援者としての立場の低下も感じる。

S8-2 緩和ケアチーム専従看護師からみた患者・家族への心理社会的支援の現状
と課題

○
た か だ ひ ろ み

高田 博美
国立がん研究センター中央病院 緩和医療科

がん対策推進基本計画では、がんと診断された時から患者と家族が、精神心理的苦痛に対する心のケアを含めた全人
的なケアが受けられるように緩和ケアの提供体制の充実を目指している。患者・家族の精神心理的苦痛は、診断期、
治療期、再発期、終末期など病期によって、また家族構成や家族内の関係性によっても異なる。患者は、「がん告知後
の不安」、「治療の副作用や日常生活に対する不安」の他にも「経済的、社会的な不安」「死を意識した時のスピリチュ
アルペイン」などを抱くことがある。また、家族は苦痛を訴える患者に対して「どのように声をかけたら良いのか分
からない。」「苦痛をみるのがつらい。」という接し方の悩みや「入院費や生活費をどうしたら良いのだろうか」「今後の
療養先をどうしたら良いのだろうか」などの思いを持つことがある。当院では患者・家族への心理社会的支援の一環
として、相談支援センターの他に、専門・認定看護師、栄養士などによる患者教室やサポートグループ、緩和ケアチー
ム専従看護師による電話相談窓口として、緩和ケアホットラインを開設している。しかしながら、多職種が関わって
はいるが、患者・家族が、誰に相談すれば良いのか分からなくなったり、患者・家族間のコミュニケーションが十分
に図れていなかったりというケースもある。今回、身体的、精神心理的苦痛を抱えた患者・家族に対して、主治医、
病棟看護師と緩和ケアチームが連携を図り、患者、家族の気持ちの揺れに向き合い、心理社会的支援を行うことがで
きた事例をもとに多職種が協同して行う患者・家族の心理社会的支援のあり方について考えていきたい。
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S8-3 がん患者とその家族への臨床心理士のかかわりについて

○
こ じ ま ゆ う こ

児島 ゆう子
NHO 横浜医療センター 精神科

緩和ケアにおいて患者・家族の精神・心理面の支援を行う専門家として、精神科医、心療内科医、臨床心理士などが
挙げられる。精神科医や心療内科医が行う支援は他職種も比較的イメージしやすく、連携も行いやすいと考えられる
が、臨床心理士が行う支援については他職種がその具体的な内容を知る機会が少なく、どのように連携したらよいか
分からないことも多いのではないかと推測される。今回は横浜医療センターの緩和ケアチームでの臨床心理士の活動
を一症例を通じて紹介し、緩和ケアにおける多職種連携のより良いあり方について検討したい。【症例】40 代女性、卵
巣がん。10 年前に罹患し手術施行後、肺転移を認め化学療法を施行していたが骨転移、多発皮膚転移が出現し、化学
療法の効果も乏しくなってきた。10 歳の娘をもつシングルマザーでもあり、積極的治療が困難になる中で流涙する様
子が見られ、精神科医と臨床心理士による精神・心理面への介入が開始された。臨床心理士のかかわりでは本人の病
状否認に触れつつ、家族への ICに同席するなど娘の心理的フォローを行い、また患者が亡くなった後の娘の養育者の
検討を進めるよう促しを行った。【考察】緩和ケアにおいて患者・家族の精神・心理的問題に対して臨床心理士による
専門的アプローチは有効であるが、前提として多職種との情報の共有、認識のすりあわせ、気軽に声をかけあえる関
係性の構築などが重要と考える。

S8-4 がん患者・家族への心理的・社会的・経済的課題へのアプローチ―MSW
の立場から―

○
さかもと は と え

坂本 はと恵
国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセンター�がん相談支援センター

がん治療を受ける患者やその家族は、がんに罹患することで生じる、心身の機能低下、自己効力感の低下、社会参加
の機会の喪失、自責の念などといった心理的な側面からストレスを抱えている。同時に、家庭や職場での人間関係や
ライフプランの変更といった、社会的側面の問題、治療費を負担し続けることによる、経済的問題と、多様な側面か
ら重層的に作用した問題を抱えていることが少なくない。また、がんは 5年生存率が増加しつつあるとはいえ、時に、
数カ月から数年という単位で身体的変化をもたらす疾患でもある。そして、医療の現場においては、患者やその家族
は、短い時間で治療の選択や延命措置への意思決定や、今までの生活の中で、何を優先順位にしながら、今後の療養
生活を維持するかといった、自律した姿勢が求められている。このような療養生活の様々な局面において患者やその
家族に求められる“意思決定を行う力”を支える要素は、生活不安を解消し、治療に対する正しい理解を促し、その
意思決定を支持する医療機関内における多職種からの関わりであると考える。本シンポジウムでは、がん専門病院に
おいてソーシャルワークを実践する立場から、患者の病状変化や家族背景に合わせて、心理的・社会的・経済的課題
に、どのタイミングでどのような多職種で連携を取りサポート体制を築いているのかについて、当院での取り組みを
報告するとともに、今後のより良いあり方について他登壇者の方々やフロアの皆様とともに検討したい。
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座長のことば

2008 年（平成 20）の指定規則改正では、看護を取り巻く環境の変化に伴い、看護実践能力を強化し、安全
で安心できる医療体制構築に向けた看護基礎教育の充実が求められました。この改正で新たに統合分野が位
置づけられ「医療安全」「統合実習」などの科目が新設され、現在、当該カリキュラムで学んだ卒業生は 3年目
になります。
看護実践能力とは、学生時代とは大きく異なる環境の中で安全に看護業務を遂行するための能力です。臨床
の現場は、複数の患者さんを同時に受け持ちながら、限られた時間の中で業務の優先度を考えつつ、多重の課
題に対応することを求められます。このような複雑な状況に対応し安全に看護業務を行うためには、医療・看
護の知識・技術を統合する能力に加えて、医療安全におけるリスク感性を育てることも重要となります。
学生のリスク感性を育てる場として臨地実習は不可欠です。初学者である学生は臨地実習の中で、教員や実
習指導者の指導のもとに受け持ち患者さんに起こるリスクを考え、それを回避する方法や医療安全上のルー
ルの重要性を学んでいきます。
しかし、実際の臨床場面においては、学生が体験できる援助内容や判断する機会も限られていることや、多
忙な臨床のなかで学生 1人 1人の体験を深め・共有する時間的なゆとりも十分に持てないのが現状です。
今回のシンポジウムでは、「臨床と学校で取り組む医療安全教育～リスク感性の育成～」と題して、学校と
臨床における医療安全教育の現状と課題を明らかにし、今後の医療安全教育をリスク感性の育成という視点
からどのように行うべきなのか皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

シンポジウム-9 学校と臨床で取り組む医療安全教育～リスク感性の育成～
座長：橋口 広子 NHO 災害医療センター附属昭和の森看護学校 副学校長

齊藤未利子 NHO 千葉医療センター附属千葉看護学校 副学校長

S9-1 看護基礎教育で行っている医療安全教育の実際
澤崎 惠美 NHO 仙台医療センター附属仙台看護助産学校

S9-2 臨地での医療安全教育における実習指導上の取り組み～学生中心の指導体制づく
りを目指して～
仁井田康男 NHO 都城病院

S9-3 私の考える医療安全―新人看護師としての経験を通して―
荒浪 友 NHO 九州医療センター

S9-4 医療現場での事故防止に向けた卒後教育の現状
小林 奈々 NHO 呉医療センター・中国がんセンター
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S9-1 看護基礎教育で行っている医療安全教育の実際

○
さわさき め ぐ み

澤崎 惠美
NHO 仙台医療センター附属仙台看護助産学校 看護学科

平成 21 年度カリキュラム改訂により、「統合分野」が新設され、医療安全において基礎的知識を修得することが看護
師等養成所の運営に関する指導要領に示された。これを受けて各校では様々な取り組みが行われている。当校におい
ても、3年次の授業として「医療安全」を科目立てし、母体病院の医療安全担当者らに講義をお願いしている。また、
机上の学習だけではなく、臨地実習に際しては医療安全に対する学生の意識を高める関わりを行っている。各学年の
実習開始直前や終了後に、学生が関連したインシデントについてグループワークを行い、再発防止のために学生間の
情報共有を図っている。グループワークを用いることで、単なる情報共有だけではなく、事故が起こり得る状況に自
分が置かれたらどのように行動すべきなのか考える訓練にもなる。グループワークでは実習中に学生が記載したイン
シデントレポートを使用することが多い。学生がインシデントを起こした際、実習場所の担当教員が、インシデント
が発生した状況を客観的に学生と振り返り、原因、問題点、とるべき行動、再発防止策について考えさせている。イ
ンシデントの内容は、実習記録やメモ帳の置き忘れ、学生単独での車椅子・ベッド間の患者の移動等、実際には患者
に影響がなかったケースがほとんどであるが、転倒させるなど、患者に悪影響を及ぼす可能性のあるものが含まれて
いる。インシデントレポートは当校の実習担当が集計し、年度末に実習指導者会議で提示している。また、特に危険
性が高いと思われるインシデントについては警鐘的事例として速やかに教員会議や実習指導者会議で情報を共有した
り、学生に注意を呼びかけている。

S9-2 臨地での医療安全教育における実習指導上の取り組み～学生中心の指導体
制づくりを目指して～

○
に い だ や す お

仁井田 康男
NHO 都城病院 看護部 （NICU）

社会情勢の変化と医療技術の進歩により看護の質の向上が求められる中、「統合分野」が創設され医療安全教育の強化
が図られている。当院でも「統合看護学実習」が行われているが、学生のリスク感性を高めるために様々な工夫をし
ている。複数受け持ちの優先度の判断では、フィジカルアセスメントを基にした観察項目ごとのより細かなケア計画
の必要性や、五感を使った観察の重要性について指導を強化している。また夜間の観察しづらい環境を体験させてリ
スクを説明し、体験と思考を結びつけて定着しやすいよう工夫している。看護過程では、アセスメントの段階から個
別性と根拠のある安全の視点を結びつけて考えるよう指導している。
学生のリスク感性を育てるためには、指導者・スタッフが意図的にロールモデルとして安全確認行動を励行すること
も学生への教育効果を高める一つの方法である。実習場所全体の安全文化の醸成と良好な人間関係の確立が求められ
る。また、指導者やスタッフも一緒に学生のヒヤリハット事例を振り返ることは有効であり、学生には気づきにくい
システムのリスク要因にも気づけると同時に、指導体制の問題改善にも繋がると考える。
臨地実習での医療安全教育は学生と患者を守ることでもある。両者を中心に、実習指導者とスタッフと教員が連携し
て関わる体制づくりが重要である。教員には実習前の看護技術の指導と習熟状況の情報提供がより求められる。また
病棟スタッフの、臨地実習に対する考え方や指導技術が教育効果に大きく影響するため、実習目的や方法の伝達のみ
ならず、実習指導者の思いや熱意を伝え、実習に巻き込んでいくことは実習指導者の課題である。
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S9-3 私の考える医療安全―新人看護師としての経験を通して―

○
あらなみ ゆう

荒浪 友
NHO 九州医療センター 看護部

「医療安全」とは、医療に携わる者として、常に心がけていなくてはならない問題である。基礎教育では「医療安全」
に関するカリキュラムが組まれており、講義・演習や臨地実習を通して学びを深めることができた。看護師として実
際に働き始めてからは、「医療安全」を遂行する立場となり、より身近な問題として「医療安全」に向き合うことが必
要となった。そこで、これまで学んできた「医療安全」を元に、看護師としての経験を振り返り、「医療安全」におけ
る私なりの見解を示したい。
1：「医療安全」カリキュラムの振り返り
学年ごとの講義内容の違いとそこから得られた気づき

2：新人看護師としての経験
実際の業務の中で、発生したインシデントとその分析

3：「医療安全」のための自己の取り組みと課題
実務において実践している留意点と自己の課題

S9-4 医療現場での事故防止に向けた卒後教育の現状

○
こばやし な な

小林 奈々
NHO 呉医療センター・中国がんセンター 医療安全管理室

厚生労働省「新人看護職員研修ガイドライン」において、「医療における安全の確保及び質の高い看護の提供は重要な
課題である。安全で安心な療養環境を保証するため、医療機関は患者の理解を得ながら組織的に職員の研修に取り組
むものであり、新人看護職員研修はその一環として位置づけられる。」ことを基本方針の一つとして掲げている。
当院では、「専門職としての質の高い看護を提供すると共に、看護のキャリア開発を進め、一個人としての成長と自己
実現を目指す」ことを目的に、クリニカルラダーによる教育体制をとっている。教育計画に沿っての医療安全に関す
る研修内容は、医療事故防止を目的とした知識、技術の習得のための研修の他に、看護倫理に関する研修も取り入れ
ている。また、環境ラウンドの結果を用いたKYT研修や、事故発生時には、各部署でシミュレーションや振り返りを
実施し、リスク感性の向上を図っている。
今回は、当院の院内教育体系の中から、ラダー 0（卒後 1年目）の教育計画、及び医療安全教育に焦点をあてて紹介す
る。また、卒後 1年目看護師が関与したインシデントの傾向や、医療事故防止の取り組み、リスク感性を育成するた
めの取り組みも紹介する。医療安全管理者として、教育担当者との連携は不可欠であり、その現状についても述べた
い。
医療安全教育においては、学校との連携も重要であり、シンポジウムでの意見交換の内容を今後に生かしていきたい。
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座長のことば

国立病院機構のミッションの 1つに教育・研修があり、その中でも若手医師の育成は大きなウェイトを
占めている。また、臨床研究も国立病院機構のミッションの 1つであり、活発に行われ、各診療領域の学会
などで発表されている。しかし、組織としてこれらの成果を発表、共有する場に乏しく、特に若手医師の症
例検討、臨床研究の発表の場がなかった。そこで、昨年より、国立病院総合医学会の中に、若手医師の症例
検討、臨床研究の発表の場「若手医師フォーラム」が設けられ、今年も引き続き、開催することとなった。
本企画は、午前中のポスターセッションと、午後のオーラルセッションの 2部構成となっている。今年度

は、27 件の応募があり、本フォーラムのディスカサント、ならびに、研修指導責任者部会委員の 23 名の選
考により 9演題がオーラルセッションに選ばれた。選考委員にはこの場を借りてお礼を申し上げたい。ま
た、最優秀演題 2名には、昨年と同様、国立病院機構海外留学（VA留学）制度での留学権が付与される。
このような取り組みが、引き続き、国立病院機構の若手医師の診療および臨床研究の向上に寄与することを
期待している。

シンポジウム-10 若手医師フォーラム
座長：楠岡 英雄 NHO 大阪医療センター 院長

中川 義信 NHO 四国こどもとおとなの医療センター 院長
ディスカサント：矢野 尊啓 NHO 東京医療センター 教育研修部長

是恒 之宏 NHO 大阪医療センター 臨床研究センター長
岡田 靖 NHO 九州医療センター 臨床研究センター長
芳賀 克夫 NHO 熊本医療センター 臨床研究部長
Greg Orshansky VA�Health care system�UCLA 教授

S10-1 Comparison of laparoscopic versus open appendectomy in acute appendicitis
遠藤 文庫 NHO 仙台医療センター

S10-2 A case of severe methanol intoxication caused by car window washer
阿部宗一郎 NHO 北海道医療センター

S10-3 Prognostic factors of patients with ventilator�associated pneumonia in ICU
太田 賢治 NHO 長崎医療センター

S10-4 Early treatment with MTX prevents the development of RA in patients with undif-
ferentiated arthritis in spite of risk factor
田中枝里子 NHO 大阪南医療センター

S10-5 Smoking cessation significantly reduces failure of biologics treatment in rheuma-
toid arthritis
新居 卓朗 NHO 大阪南医療センター

S10-6 An infantile case of fulminant myocarditis accompanied with intussusception
小林 宏紀 NHO 岩国医療センター

S10-7 Successful pregnancy and delivery in patients with CML receiving imatinib
江口 忠志 NHO 東京医療センター



第 68回国立病院総合医学会 285

S10-8 Clinico�pathological considerations on dementia with depression and impulsiv-
ity : two case reports
高尾 碧 NHO 肥前精神医療センター

S10-9 Baseline procalcitonin predicts clinical remission in biologic naive rheumatoid
arthritis patients treated by tocilizmab
清水 隆 NHO 大阪南医療センター

優秀論文賞講演

A new strategy for healthcare�associated pneumonia : a 2�year prospective
multicenter cohort study using risk factors for multidrug�resistant pathogens to
select initial empiric therapy.
丸山 貴也 NHO 三重病院

CH5424802（RO5424802）for patients with ALK�rearranged advanced non�
small�cell lung cancer（AF�001JP study）: a single�arm, open�label, phase 1�2
study.
瀬戸 貴司 NHO 九州がんセンター

Pneumococcal polysaccharide vaccination in rheumatoid arthritis patients re-
ceiving tocilizumab therapy.
森 俊輔 NHO 熊本再春荘病院
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S10-1 Comparison of laparoscopic versus open appendectomy in acute appen-
dicitis

○
えんどう あ や こ

遠藤 文庫、遠藤 悠紀、金原 圭吾、佃 和彦、千葉 和治、原田 昭彦、児玉 英謙、
島村 弘宗、手島 伸、齋藤 俊博、武田 和憲

NHO 仙台医療センター 外科

【Aim】Recently, the amount of laparoscopic appendectomy（LA）for acute appendicitis has been increasing. We clari-
fied the usefulness of LA by comparing both LA and open appendectomy（OA）.【Patients and method】67 patients
who underwent OA between April 2009 and March 2011 were assigned to Group OA, and 45 patients who under-
went LA between June 2011 and May 2013 were assigned Group LA. We compared age, operation time, volume of
blood loss, duration of hospital stay and incidence of complications in both groups.【Results】There is no significant dif-
ference in age in both groups. Operation time was significantly longer in LA group than in OA group（p＝0.002）. Vol-
ume of blood loss was significantly smaller in Group LA（p＝0.035）. Duration of hospital stay was significantly shorter
in Group LA（p＜0.05）. Four complications（two patients with wound infections and the others with retained abscess）
were observed in Group OA. Although postoperative bleeding was observed in one patient, surgical site infection was
not observed in Group LA. There was no significant difference in incidence of complications between the two groups
（p＝0.588）.【Conclusion】Laparoscopic appendectomy is safe and useful in decreasing blood loss and shortening the
duration of hospital stay.

S10-2 A case of severe methanol intoxication caused by car window washer

○
あ べ そういちろう

阿部 宗一郎、吉田 真一郎、塩谷 信喜、硲 光司、七戸 康夫
NHO 北海道医療センター 救命救急センター 救急科

A 33�year�old woman was admitted to our emergency room due to consciousness disturbance. It appeared that she
had drunk ethanol and car window washer liquid（60％ methanol）caused by poor control of alcoholism. She had se-
vere metabolic acidosis（pH＝6.99 and base excess（BE）＝�30 mmol�L）and was in a comatose state（GCS6）. High�
flow continuous hemodiafiltration（CHDF）and gastrointestinal endoscopy under artificial ventilation were immedi-
ately performed. High�flow CHDF was started at 3 hours after arrival, and hemodialysis（HD）was performed follow-
ing the CHDF. BE was improved to�3 mmol�L by HD, and her conscious state dramatically improved. She had recov-
ered completely at 15 hours after admission. Thereafter, she temporarily showed some psychoneurotic symptoms in-
cluding confusion and delirium. Brain CT on the 5th day showed low density areas in bilateral basal ganglia that
might be related to methanol intoxication. She was discharged without severe complications on the 13th day.Severe
methanol intoxication requires blood purification therapy to reduce methanol and formic acid in the blood. Measure-
ment of methanol and formic acid level in blood is difficult. Detection of metabolic acidosis and increased anion gap
without renal dysfunction is useful for diagnosis of methanol intoxication and for deciding whether to perform blood
purification therapy.
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S10-3 Prognostic factors of patients with ventilator�associated pneumonia in
ICU

○
お お た け ん じ

太田 賢治１、山本 和子1,3、迎 祐太1、多田 紗希子1、永吉 洋介1,3、久冨 恵子1,3、
土井 誠志1,3、長島 聖二1,3、高山 隼人2、河野 茂3

NHO 長崎医療センター 呼吸器内科1、NHO 長崎医療センター 救急救命センター2、長崎大学 第二内科3

Objective : Ventilator associated pneumonia（VAP）is the most common hospital�acquired infection in ICU, and has
substantial mortality. We aim to identify the prognostic factors of VAP in our hospital to apply for the prevention and
treatment of VAP.
Methods :We retrospectively examined adult patients with VAP in Nagasaki Medical Center, from December 2011
to November 2013（2 years）. VAP was defined as patients who were mechanically ventilated over than 48 hours, re-
vealed new lung infiltrations, and had two of three following symptoms : fever, purulent sputum, and elevated blood
leukocyte counts.
Results :A total of 110 patients（69 males and 41 females, mean age 65.5）out of 306 patients（35.9％）who received
mechanical ventilation over than 48 hours were diagnosed as VAP. Mortality rate of VAP at 28 days after diagnosis
was 29.9％. Duration of ventilation was significantly correlated to the mortality（p＝0.013）. Major pathogens isolated
from VAP patients were : MRSA（27.2％）, S. maltophilia（12.7％）, P. aeruginosa（10.0％）, K. pneumoniae（10.0％）,
and MSSA（10.0％）. VAP with S. maltophilia or MSSA had high mortality（45.4％ and 42.8％）, and MSSA�isolated pa-
tients were likely to have cerebrospinal disease（63.6％）as underline condition. Response rates against VAP were
similar between antimicrobial agents（β�lactam inhibitor compound penicillins（75.0％）, cephalosporins（75.5％）,

S10-4 Early treatment with MTX prevents the development of RA in patients with
undifferentiated arthritis in spite of risk factor

○
た な か え り こ

田中 枝里子１、清水 隆1、新居 卓朗1、由良 亜紀子1、勅使川原 悟1、吉村 麻衣子1、
原田 芳徳1、辻 聡一郎1、松下 正人1、大島 至郎2、佐伯 行彦2

NHO 大阪南医療センター リウマチ・膠原病・アレルギー科1、NHO 大阪南医療センター 臨床研究部2

Objectives. To examine whether methotrexate（MTX）treatment can prevent the development of rheumatoid arthri-
tis（RA）in patients with early�onset undifferentiated arthritis（EUA）showing high ACPA titers. Methods. These
prospective, controlled study included 48 patients with EUA showing high ACPA titers with no prior treatment. All
patients fulfilled the 1994 Japan College of Rheumatology criteria for early RA. Based on their decisions, patients
were treated with MTX（MTX＋Group, n＝29）or without MTX（MTX－Group, n＝19）. The primary endpoint was
development of RA within 1 year as defined by the 1987 ACR criteria. To assess the effectiveness of MTX in consid-
eration of several background or risk factors, we used Cox regression analysis or the Cochran�Mantel�Haenszel test.
Bone progression and adverse events（AEs）were assessed by endpoint. Results. The MTX＋Group developed RA
at a significantly lower rate（17.2％）than the MTX－Group（78.9％）（P＜0.001）. Treatment effectiveness was not de-
creased by risk factors of RA（smoking or HLA�DRB1 shared epitope（SE））. The number of patients without radio-
graphic progression was higher in the MTX＋Group. There were no particular findings of AEs. Conclusions. Early in-
tervention with MTX prevents the development of RA in patients with EUA showing high ACPA titers, regardless
of the presence of smoking or HLA�DRB1SE.
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S10-5 Smoking cessation significantly reduces failure of biologics treatment in
rheumatoid arthritis

○
に い たくろう

新居 卓朗１、清水 隆1、由良 亜紀子1、勅使川原 悟1、吉村 麻衣子1、原田 芳徳1、
田中 枝里子1、辻 聡一郎1、松下 正人1、大島 至郎1、橋本 淳1、松井 利浩2、當間 重人3、
佐伯 行彦4

NHO 大阪南医療センター リウマチ・膠原病・アレルギー科1、NHO 相模原病院 リウマチ科2、
NHO 相模原病院 臨床研究センター リウマチ性疾患研究部3、NHO 大阪南医療センター 臨床研究部4

Background : Biologics（Bio）targeting cytokines and lymphocytes have shown outstanding efficacy and become a
master of drug in the treatment of rheumatoid arthritis（RA）. Cumulative evidence has suggested that some genetic
and environmental factors might affect responsiveness of anti�rheumatic drugs, including Bio. Smoking is thought to
be one of crucial environmental factors. Objectives & Methods : The association between the causes of discontinu-
ation of Bio（therapeutic failure, adverse effects, remission）and smoking was analyzed by using the data from the
“NinJa”Registry from 2007 to 2012, which is one of the largest Japanese RA patient cohort and consists of the clinical
data of 11,940 patients. Smoking habit was assessed by a questionnaire and the patients were divided into three
groups as smoking, non�smoking, smoking cessation. This association was analyzed statistically and shown as odds
ratio（OR）. Results : 3,187（26.7％）of the total registered patients were treated with one or more Bio during 6 years.
Therapeutic failure in the smoking group was significantly more frequent compared to both in the non�smoking（OR
0.678, p＝0.032）and smoking cessation groups（OR 0.557, p＝0.010）. Conclusion : Smoking habit might affect respon-
siveness of Bio�treatment in RA. In addition, smoking cessation might reduce failure of Bio�treatment in RA.

S10-6 An infantile case of fulminant myocarditis accompanied with intussuscep-
tion

○
こばやし ひ ろ き

小林 宏紀１、守分 正2、薮内 俊彦2、川田 典子2、越智 裕昭2、宮原 大輔2、杉峯 貴文2、
高田 啓介2、谷 守道3

NHO 岩国医療センター1、NHO 岩国医療センター 小児科2、NHO 岩国医療センター 小児外科3

A 10�month�old female infant girl complaining of 3days�lasted frequent vomiting was admitted to our hospital. An
enema revealed massive bloody stool, and typical sign of intussusception was detected by ultrasound and enhanced
CT. During noninvative reposition, leakage of contrast media into abdominal cavity was detected. The emergent op-
eration confirmed the rupture of transverse colon, and correct colon lesion. During the operation, tachycardia was
continuously detected. The effects of treatment were limited and respiratory insufficiency became apparent. Me-
chanical ventilation with intensive care was required to treat cardiac failure with low EF, pulmonary edema. Associa-
tion of extremely elevated CK and CKMB in serum suggested the existence of myocarditis. Simultaneously her neu-
rological state became worse and severe CNS damage was considered from low EEG activity and edematous cerebral
cortex. Despite the intensive treatment, she died from severe ventricular arrhythmia which was not responded any
treatment. Candidate of causative microorganism was adenovirus, which was detected from throat and isolated from
stool. Possibly adenovirus may involve both intussusception and myocarditis.We consider she had adenovirus myo-
carditis before admitted to our hospital, but bacterial peritonitis due to the perforation causes abnormal cytokine
storm, which made myocarditis much worse.
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S10-7 Successful pregnancy and delivery in patients with CML receiving
imatinib

○
え ぐ ち た だ し

江口 忠志、矢野 尊啓
NHO 東京医療センター 血液内科

Imatinib has been widely used to treat patients with CML, but the potential deleterious effect on reproduction has to
be noted because of its tyrosine kinase�inhibiting property. Two of our patients underwent 3 consecutive successful
pregnancies.
A forty�year old bank clerk was diagnosed as CML�CP in November 2005. Imatinib 400mg daily was started. He
achieved major molecular response（MMR）in November 2006. He had 2 healthy babies in 2008 and 2011 respectively
on imatinib, still keeping his MMR status.
A thirty�three year old nurse was diagnosed as CML�CP in July 2007 and imatinib 300mg daily was started. She
achieved complete cytogenetic response（CCyR）by June 2008, when she was found pregnant. Imatinib was discontin-
ued immediately and her pregnancy went unremarkable. With bcr�abl�positive cells by FISH analysis reemerging,
she underwent C�section to deliver a normal baby girl during the 37th week of her pregnancy. She restarted to take
imatinib after her delivery and reachieved CCyR, then MMR, while the baby was examined negative for bcr�abl
mRNA at 6 months.
In general males taking imatinib can fertilize partners successfully, while females must cease to take imatinib until
delivery. Although it is important to watch females for possible molecular recurrence of CML disease and restart the
drug after delivery, both males and females should be encouraged to have babies.

S10-8 Clinico�pathological considerations on dementia with depression and im-
pulsivity : two case reports

○
た か お きよし

高尾 碧１、杠 岳文1、齊藤 祐子2

NHO 肥前精神医療センター 精神科1、国立精神・神経医療研究センター病院 臨床検査部2

We present two case reports of Argyrophilic grain dementia（AGD）began with depression and impulsivity.
（Case1）A 57�year�old woman was diagnosed with depression and received drug and mental treatment, but its effect
was insufficient. Impulsivity, pointed a knife at husband etc., was observed. Dementia symptoms progressed slowly
and developed with extrapyramidal tract signs and, hallucinations. The patient died at the age of 79 years due to aspi-
ration pneumonia.
（Case2）A 77�year�old woman was treated for hypertension and diabetes mellitus at a hospital for internal diseases.
She complained abdominal pain, urological symptoms hypochondriacally. She has attempted to kill herself due to ex-
acerbation of hypochondriacal melanchorea. Drug treatment showed a partial effect, irritation and physical complaint
were followed a protracted course. The patient died at the age of 80 years due to ileus and sepsis.
Pathological examination of each case showed argyrophilic grains in gyri.and amygdaloid nuclei.
AGD is a pathological entity and its various psychological symptoms are not defined well. At this time biochemical
marker and specific imaging findings are poor. Making a clinical diagnosis of AGD with a chief complaint of behav-
ioral and psychological symptoms of dementia is important to develop a treatment strategy, it is essential to making a
clinical diagnosis that amassed autopsy cases.
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S10-9 Baseline procalcitonin predicts clinical remission in biologic naive rheu-
matoid arthritis patients treated by tocilizmab

○
し み ず たかし

清水 隆１、新居 卓朗1、由良 亜紀子1、勅使川原 悟1、吉村 麻衣子1、田中 枝里子1、
辻 聡一郎1、原田 芳徳1、松下 正人1、大島 至郎1、橋本 淳2、佐伯 行彦2,3

NHO 大阪南医療センター リウマチ・膠原病・アレルギー科1、NHO 大阪南医療センター リウマチ科2、
NHO 大阪南医療センター 臨床研究部3

Background : In the last decades, treatment of rheumatoid arthritis（RA）has been developed by the introduction of
biological agents（Bio）, one of which targets interleukin（IL）�6. Procalcitonin（PCT）, a marker of infection, has been
shown to increase in mRNA expression in peripheral blood mononuclear cells by the IL�6 stimulation.
Objectives : This study investigates whether the baseline（BL）PCT can predict clinical remission at 52 weeks after
treated by tocilizmab（TCZ）.
Methods : Bio naive RA patients who can be observed at Week 52 were analyzed. The patients were divided into 2
groups, based on Clinical remission（DAS28�ESR＜2.6）at Week 52. PCT（n＝34）and other inflammatory proteins
were assessed at BL. For each variable where there was a significant difference between each group, receiver operat-
ing characteristic（ROC）analysis was performed and cut�off values（COV）were found. Then the under COV
（U）group and over COV（O）group were analyzed.
Results : PCT was significantly different between the remission and non�remission groups（p＝0.001）. The COV for
PCT was 0.027 ng�ml. The Clinical remission rate at 52 Week in the U group was significantly higher than in the O
group. DAS28�ESR was no different between the U group and the O group at BL.
Conclusions : BL PCT is a useful predictive marker for clinical remission（DAS28�ESR）at week 52 in Bio naive RA
treated by TCZ.
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座長のことば

NHOにおける免疫異常（リウマチ・アレルギー領域）グループは、NHO研究班の中でも最も古くから活動して
おり、成人アレルギー、小児アレルギー、リウマチ性疾患の 3つグループで構成されています。それぞれの分野の
診療と研究領域において、NHOは国内トップレベルの業績をあげてまいりました。また多くの著名な研究者も
NHOから輩出してまいりました。本シンポジウムでは、その伝統を生かし、さらに発展させるべく、各領域にお
ける日本を代表する研究者に、注目領域における最新の情報を提供いただく企画となっております。
まず、小児アレルギー学のリーダーのおひとりである藤澤隆夫先生には、小児アレルギー領域で、現在最も注目
度の高い「小児食物アレルギーに関する病態と新規治療法」をご講演いただきます。次に、茶のしずく石鹸®によ
る小麦アレルギー発見者である福冨友馬先生からは、世界的に注目されている「経皮感作による、特に化粧品添加
物による食物アレルギー」をご発表いただきます。また日本の小児アレルギー疫学の基礎を作られた福岡病院から
は、小田嶋博先生に、一般にも関心が非常に高く、最近になってその影響が明らかになりつつある「PM2.5 や黄砂
によるアレルギー疾患」についてご講演いただきます。さらに最後に、日本におけるリウマチ疾患登録制度（NinJa、
National Database of Rheumatic Diseases by iR�net in Japan）を開始・構築され、飛躍的に発展させておられる當
間重人先生には、「Ninja からみた日本のリウマチ患者の現状と新規治療薬の話題など」についてご講演いただく予
定です。いずれの領域も非常に注目度が高く、講演者もトップレベルです。専門領域の先生方はもちろん、専門以
外の先生方、パラメディカルの方々にも得ることが多いと思われる本シンポジウムをどうかお楽しみいただき、明
日への診療、研究、患者指導などに生かしていただければ望外の喜びです。ご参加をお待ちしております。

シンポジウム-11 免疫異常（リウマチ・アレルギー疾患）の最新の話題
座長：谷口 正実 NHO 相模原病院 臨床研究センター長

佐伯 行彦 NHO 大阪南医療センター 臨床検査部 臨床研究部長

S11-1 食物アレルギー：病態に基づく管理法の進歩と新規治療の可能性
藤澤 隆夫 NHO 三重病院

S11-2 化粧品添加物による食物アレルギー（「（旧）茶のしずく石鹸®」による小麦アレル
ギー問題など）
福冨 友馬 NHO 相模原病院

S11-3 大気汚染（PM2.5、黄砂など）とアレルギー疾患
小田嶋 博 NHO 福岡病院

S11-4 関節リウマチ診療における最新の話題
當間 重人 NHO 相模原病院
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S11-1 食物アレルギー：病態に基づく管理法の進歩と新規治療の可能性

○
ふじさわ た か お

藤澤 隆夫
NHO 三重病院 アレルギーセンター�臨床研究部

近年、食物アレルギーの病態理解と管理の考え方は急速に変化している。以前はアレルゲン食物を「厳格除去」する
ことが常識とされたが、今は「必要最小限の除去」となり、食べられるものは食べさせる方針となった。発症予防を
目的として推奨された「妊娠中の食物除去」もほとんど無効であることが明らかとなり、妊婦への栄養指導のあり方
も変わった。食物アレルギーハイリスクの児には、かつては離乳食開始を遅らせたり、アレルゲン性の高い卵や牛乳
を離乳期に与えないなどの栄養指導が行われていたが、これも正しくないことが明らかにされた（かえって発症リス
クを高める可能性がある）。以上の変化は食物アレルギーについての大規模な疫学研究や病態解明研究が進んだことに
よって、より合理的に患者の安全とQOLの両立をめざせるようになったことを示す。しかし、一方では、有病率は増
加の一途であり、喘息など他のアレルギー疾患のような「コントローラー」、すなわち、予防的な治療薬は存在せず、
微量摂取で重篤なアナフィラキシーを起こす重症患者の疾病負担は依然として大きい。実際に、2012 年に起った学校
におけるアナフィラキシーでの死亡事故は問題の深刻さを浮き彫りにしたところである。この事故をきっかけに緊急
時の対応に関する啓発が学校を中心に行われ、患者の安全を守る社会的対応は進んだところではあるが、完全にリス
クがなくなったわけではない。積極的治療法としての経口免疫療法の試みも進み、一定の成果は上がっているが、同
時に限界もみえてきたのが事実である。本講演では食物アレルギーについて、最近の進歩をレビューして、今後の方
向性について考えてみたい。

S11-2 化粧品添加物による食物アレルギー（「（旧）茶のしずく石鹸®」による小麦
アレルギー問題など）

○
ふくとみ ゆ う ま

福冨 友馬
NHO 相模原病院 臨床研究センター

食物アレルギーは、食物に対する免疫機序を介した副反応で、重篤な場合にはアナフィラキシーを引き起こし、患者
自身とその家族にとって大きな負担を強いる原因となる疾患である。近年、小児のみならず成人においても食物アレ
ルギーの有病率が増加し、社会問題となっている。
成人の食物アレルギーの小児と異なる特徴として、その発症機序の違いが挙げられる。一般的に食物アレルギーは、
原因食物を日常的に経口摂取することによってしだいに IgE抗体が産生され発症するものと理解されていることが
多い。しかし、成人では、食物そのものが原因ではなく、花粉やラテックスなど鼻・眼球結膜・気道粘膜や皮膚に接
触する環境アレルゲンへのアレルギーが食物アレルギーの発症の原因になることも少なくない。このような成人の発
症機序の特徴は、成人の食物アレルギーの治療と予防を考える上で極めて重要な知見である。
最近、私たちは「（旧）茶のしずく石鹸Ⓡ」という洗顔石鹸を使用することによって、その添加成分であった「グルパー
ル 19SⓇ」という加水分解コムギ（hydrolyzed wheat protein ; HWP）に対して、経皮経粘膜的に感作され、その結果、
経口コムギアレルギーを発症するという患者の一群を見出し、報告した。その製品が全国で 400 万人以上に販売され
た大ヒット製品であったため、確定診断例のみでも全国で 2000 例を超す患者が発生し社会問題に発展した。なぜこの
洗顔石鹸でこのように多くの患者が出てしまったのかを明らかにするため、現在様々な研究が進行中である。本シン
ポジウムでは、欧州、本邦からの加水分解コムギアレルギーに関する報告をレビューし、最新の知見まで含めて概説
したい。
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S11-3 大気汚染（PM2.5、黄砂など）とアレルギー疾患

○
お だ じ ま ひろし

小田嶋 博
NHO 福岡病院 小児科

大気汚染物質がヒトの健康に与える影響は古くから知られている。これに対して日本では、有効な対策が行われ、近
年その濃度は減少してきた。しかし、平成 25 年の初めに、微小浮遊粒子状物質の濃度が上昇し、問題となった。欧米
の論文では 2.5μm以下の粒子状物質（PM2.5）の健康影響が問題とされ、日本でも環境省が著巣吾研究に乗り出してい
た所でも有り、マスコミでも取り沙汰されるようになった。これに対して日常生活をどうしたら良いのか等と心配し
ている者もあり混乱が見られた。ここでは、特にアレルギー疾患に対する健康影響について述べてみたい。〔日本の大
気汚染〕日本でもかって深刻な大気汚染があったが最近では著明に減少してきていた。〔大気汚染物質〕大気汚染物質
は大きく分けるとカガス状物質と粒子状物質に分かれ、このうち、気道に影響するとされているものの代表としては
窒素酸化物、硫黄酸化物、炭素酸化物、浮遊粒子状物質等がある。PM2.5 はこのうち浮遊粒子状物質に属し粒子径が
2.5 ミクロン以下のものである。〔健康影響〕健康影響に関してはいくつかの報告があるが、我々も、小学生や乳幼児、
また喘息患者などに対する検討を行ってきた。その結果として、一定濃度以上では、特に乳幼児の中でも呼吸器の敏
感な者、気管支喘息等のある者では、ピークフロー値の変動が僅かながら認められること、また、発作治療薬を使用
する者が増加すること、更に、高い濃では発作入院が増加する可能性が認められた。しかしながら、現在の日本の濃
度は一般的には低く抑えられていることから、必要以上に心配することはないと考えられた。その他、黄砂の影響、
他の汚染物質についても述べる。

S11-4 関節リウマチ診療における最新の話題

○
と う ま し げ と

當間 重人
NHO 相模原病院 臨床研究センター リウマチ性疾患研究部

関節リウマチの治療法が格段に進歩している。病因は不明のままであるが、生物学的製剤など新規治療薬の特筆すべ
き効果は病態解明法と標的分子制御法の正しさを証明している。本シンポジウムでは、治療法の進歩に伴う診療技術
の変化、すなわち、早期診断・新規治療戦略および治療評価法について概説するとともに、新たな懸念事項である有
害事象などについて言及する。
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座長のことば

ついに、難病医療が法律の元で実施される時代を迎えようとしています。神経難病は、許多ある難病の中
でも多くの社会資源との連携を必要とする分野です。機構病院は神経系の領域型難病医療拠点病院に指定
される可能性も高く、それぞれの地域で神経難病医療を支える連携の核となる覚悟も必要になっています。
このシンポジウムでは、最初に難病法施行後の医療を概観します。そして難病法施行後の神経難病医療で

重要な役割をもつ保健所保健師の「活動指針」を学び、機構病院が如何に協力出来るかを考えます。次に難
病患者の日常生活を支える難病相談支援センターと機構病院の関わりを知り、さらに多くの社会資源と連
携する事によって可能となる患者への総合的支援に焦点を当てたいと思います。また、これまで難病とは異
なる医療体制であった筋ジストロフィーと新たな難病法での医療提供の関係についても、現時点における
整理をすることにします。
これらを通じて、国立病院機構職員として難病法施行後も神経難病患者に良質の医療を継続して提供す

るために、それぞれの職種が専門性を発揮しながらどのように取り組むかを共有する時間となればと思い
ます。

シンポジウム-12 法制化後の神経難病医療にどう取り組むか
座長：小森 哲夫 NHO 箱根病院 神経筋・難病医療センター 院長

川井 充 NHO 東埼玉病院 院長

S12-1 法制化後の神経難病医療：概観
小森 哲夫 NHO 箱根病院 神経筋・難病医療センター

S12-2 あらたな難病施策と地域で療養を支える保健師の役割
小倉 朗子 公益財団法人 東京都医学総合研究所

S12-3 京都府難病相談・支援センターの取り組み
水田 英二 NHO 宇多野病院

S12-4 法制化後の社会資源～「難病ロードマップ」で適切な社会資源を探す
植竹 日奈 NHO まつもと医療センター 中信松本病院

S12-5 筋ジストロフィーは難病法制化にどう対応すべきか
川井 充 NHO 東埼玉病院
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S12-1 法制化後の神経難病医療：概観

○
こ も り て つ お

小森 哲夫
NHO 箱根病院 神経筋・難病医療センター

「難病の患者に対する医療等に関する法律」（難病法）が成立し、平成 27 年 1 月 1 日から施行される事になった。これま
でと異なり、法律に基づいた事業の実施となる為、難病患者に対する医療を継続的に確実に実施する事となる。本シ
ンポジウムでは、難病法施行後を念頭に、神経難病を対象として予想される医療等への関わりについて、保健師、難
病相談支援センター、地域医療連携の立場から、機構病院の果たすべき機能、期待・希望を含めて解説していただく。
それに先立って、難病法と神経難病医療について現場の視点から概観したい。

S12-2 あらたな難病施策と地域で療養を支える保健師の役割

○
お ぐ ら あ き こ

小倉 朗子
公益財団法人 東京都医学総合研究所 難病ケア看護研究室

【目的】我が国では、昭和 47 年から様々な難病施策を実施し、本年、新法の公布に至った。この間、社会保障制度も
様々に変化してきた。本報告では、行政職である保健所保健師の難病保健活動について紹介し、難病新法のもとで、
その活動・機能が充分に発揮されるよう、保健活動の普及啓発を目的とした。【難病の保健活動】難病保健活動の歴史
は長いが、特に地域保健法（H 6公布）において、保健所の業務として示され、平成 10 年に開始された難病対策特別
推進事業等をとりこみながら、保健活動が展開されてきた。その活動状況は、都道府県によって、また保健所設置市
の状況によって異なり現在に至っているが、「地域における保健師の保健活動に関する指針（2013 年 4 月）」にも示さ
れているように、保健師は「療養者個人への支援」にとどまらず「地域ケアシステムの構築」において大きな役割を
はたしてきた。本年公布の難病新法でも、「都道府県は療養生活環境整備事業を実施できること（第 28 条）」、また「都
道府県および保健所設置市（含む特別区）は地域における難病患者の支援体制に関する課題に対応するための難病対
策地域協議会を置くように努めること（第 32 条）」とあり、保健所保健師の役割があらためて明示されている。【展望】
難病患者が安心して療養できるためには、専門的な医療提供に加えて、適切な療養環境が重要である。「地域包括ケア
システム」が市町村単位の施策として動き出している現在、多くの困難を抱える難病患者のケアシステムの構築にお
いて、市町村と連携する保健所保健師の役割は、今後さらに大きくなってくるものと考えられる。
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S12-3 京都府難病相談・支援センターの取り組み

○
み ず た え い じ

水田 英二
NHO 宇多野病院 神経内科（京都府難病相談・支援センター）

難病相談・支援センターは、難病患者の療養上、生活上の悩みや不安等の解消を図るとともに、電話や面接等による
相談、患者会などとの交流促進、就労支援などを行うとされている。難病相談・支援センターは、都道府県ごとに設
置されており、医療機関を始め患者会・行政等関連機関との連携により、難病患者がもつ様々なニーズに対応し、き
め細やかな相談・支援を行っている。委託先は患者会が多いが、京都府においては平成 17 年より国立病院機構宇多野
病院が受託している。宇多野病院は神経難病など運動障害を主として診療している病院である。病院設置の難病相談・
支援センターでは疾患そのものの療養相談は受けやすいが、患者会交流や、就労支援は難しいと考えられていた。ま
た、宇多野病院の場合神経難病以外の相談も受けにくいと考えられた。しかし、定期的に患者会との懇談を繰り返し、
また医療講演会など共同事業を行うことで連携は進んでいる。就労支援といえば就職先を紹介することと思いがちで
あるが、就労を行うための病状・健康管理を行うことが難病患者にとっては重要であり、病状管理が確立することで
労働機関と連携し就労可能となった難病患者が増えている。難病新法により、患者支援システムはこれまでと変わっ
てくる点もあるが、難病相談・支援センターはそれぞれの機関の隙間を埋める組織として活動していくことに変わり
はないと思われる。国立病院機構の医療機関は歴史的に難病患者の診療に多く関わってきた。より一歩進んだ連携が
とれるようご協力をお願いいたします。

S12-4 法制化後の社会資源～「難病ロードマップ」で適切な社会資源を探す

○
うえたけ ひ な

植竹 日奈
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 相談支援センター

難病対策の改革と法制化により、難病を取り巻く社会資源も大きく変わろうとしている。具体的な状況は未だ不明確
なところも多いが、改革の三本柱である「効果的な治療方法の開発と医療の質の向上」「公平・安定的な医療費助成の
仕組みの構築」「国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実」の原則に基づいて、難病指定医、難病医療拠点病
院（総合型・領域型）、難病医療地域基幹病院、難病医療コーディネーターなどの新しい仕組みが提案されている。さ
らに、難病患者を支えるのは、医療に関わる制度だけではない。すでに平成 25 年 4 月からは障害者総合支援法に定め
る障害児・者の対象に「難病等」が加わり、難病患者も障害福祉サービスの対象となっているし、（多くの自治体で実
際の運用はまだまだ手探りというのが実態のようであるが）、介護保険、難病相談支援センター、難病医療ネットワー
クなども患者にとっては重要な資源である。思いがけず「難病」と呼ばれる病と生きていかねばならなくなった患者
とその家族は、このような混沌とした状況の中で有効な社会資源に適切に出会うことができているだろうか？制度に
関する地方自治体への権限移譲も進む中、窓口のありかさえ混乱し、どこに何を相談したらいいかもわからず途方に
くれている患者も少なくないのではないか。「難病ロードマップ」では、難病患者が利用する可能性のある社会資源を、
制度の縦割りにとらわれず、医療・福祉・介護の分野分けにもとらわれず、俯瞰的に表示している。まずは、患者自
身が支援者の扉をたたくこと、そこから支援が始まる、そのためのマップ～地図の提案である。
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S12-5 筋ジストロフィーは難病法制化にどう対応すべきか

○
か わ い みつる

川井 充
NHO 東埼玉病院

2014 年 5 月 23 日「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立した。新しい法律にもとづく難病対策において難
病は、発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を必要とするもので、
患者数等による限定は行わず、他の施策体系が樹立されていない疾病を幅広く対象とし、調査研究・患者支援を推進
するとされ、筋ジストロフィーは当然ながらこれに該当するが、医療費助成が行われる「指定難病」に指定されるか
どうかは現在定まっていない。患者会も歴史的にこの疾患を診療してきた国立病院機構もアカデミアもおおむねその
方向に進むべきであるという意見に集約されてきつつある。指定のためには、診断基準を確定し、根拠をもって患者
数を推定し、重症度分類を作成しなければならないが、何よりも多数存在する遺伝性で進行性のミオパチーをどのよ
うな形で難病にとりこむのかの意見の一致をみていない。それぞれの病型をひとつの難病とするとおびただしい数の
疾患を考えなければならないし、疾患グループをひとつの難病とすると臨床型と遺伝子型が 1対 1対応にならないこ
と、いずれからももれる疾患が出るおそれがあること、あらたに疾患単位とされる疾患への対応が困難であることな
どの問題が表れる。筋ジストロフィーが難病に指定されると、研究面では厚生労働省科研費が障害者政策総合研究事
業から難治性疾患等政策研究事業に移るが、他の難治性疾患の研究のインフラが使い易くなるメリットがある。診療
面では入院医療から若年者の在宅医療の比重が高まると予想される。また専門施設が現在よりいっそう治験などの治
療開発に寄与することを求められるだろう。
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座長のことば

近年のすべての業務の電子化の波の中、医療業界、特に私たちの病院環境の中でもその流れはとどまることを知らずに普及し続けている。日常生活の中、携
帯電話、電子メール、インターネット、スマートフォンなど信じられないスピードであたかも日常生活に以前からあったかの如く使用されている。確かに信じ
られないほどに便利にはなったがそれに伴った様々な弊害も出現しているのが現状である。
さて、病院情報システムの電子化、いわゆるオーダーリングシステム、電子カルテは国として推進している事業であり、最近はこれに伴った電子加算なども
算定可能となっている。逆に電子化しなくてはならなくなってきているのであり、各病院はこれに必死でついて行っているのが現状である。一般的に機械化す
るメリットとしては、作業量の単位時間内での増加、労働疲労によるヒューマンエラーの減少、電子化により紙カルテ、レントゲンフィルムなどの保管スペー
スの縮小化など、さらには神話のように信じられている人員削減効果など枚挙に暇がないがそれと同時に新たな業務の発生が襲ってくることも事実である。
オーダーリングを新規導入した病院で必ず経験するのは、今まで長年築き上げてきていた様々な病院内のシステムを何とか電子化させるための努力、たとえ
ば各部門の運用概念図の作成、さらには紙ベースで作っていたマニュアルなどのマスター化などなど、すべてのオーダーにはマスターが必要で、これをメイン
システムで作成、さらにこれを受ける各部門システムでのマスター作成および紐付け作業、そしていよいよ最終は絶対にやってもらはなくてはいけない医事シ
ステムのマスター作成と複雑な紐付けと、考えただけでもぞっとするような複雑かつ緻密な作業が必要なのである。特に医事は“病院のすべての道は医事に通
ず”と称すほど重要かつ間違いのあってはいけない作業である。昨今 2年ごとの保険改訂もあり、わずか 1か月強でその作業を完璧にこなしていくことはまさ
に神業である。さらに言えば、今まで必要のなかった巨額の費用とその維持費、さらに更新費用があっという間に 5～6年で必要となるのである。
とはいうものの、時代の波に逆らうことは不可能であり、やはり大きなメリットのあるこのシステムを何とか機構 143 病院でがっちりとスクラムを組み、で
きるだけメリットを前面に押し出せるように、各施設が今まで経験して得た様々な知見を皆で共有し、今後さらに協力し合い、より良いシステムづくりの足掛
かりとできれば幸いと考え、“病院オーダーリングシステム導入・運用における光と影”というテーマで論じていただくこととした。

シンポジウム-13 病院オーダーリングシステム導入・運用における光と影
座長：金田 悟郎 NHO 相模原病院 副院長

北岡 有喜 NHO 京都医療センター 医療情報部長

S13-1 病床数 458 床の総合病院における病院情報システム導入の経験―ベンダー選定
から導入作業，安定稼動を経てシステム更新に至る道のり―
増田 公男 NHO 相模原病院

S13-2 産科領域における部門システムの役割について
窪田 與志 NHO 横浜医療センター

S13-3 電子カルテ導入 4年での問題点とその対策・今後の展望
細田 泰雄 NHO 埼玉病院

S13-4 病院オーダーリングシステム導入・運用における光と影：診療情報管理からの視
点
阿南 誠 NHO 九州医療センター

S13-5 医療情報データの可視化による病院の体質改善と問題点
竹迫 直樹 NHO 災害医療センター

S13-6 電子カルテシステムの導入と運用・ケアミックス型病院での課題
増田 典弘 NHO 宇都宮病院
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S13-1 病床数 458 床の総合病院における病院情報システム導入の経験―ベンダー
選定から導入作業，安定稼動を経てシステム更新に至る道のり―

○
ま す だ き み お

増田 公男、金田 悟郎、内山 秀昭
NHO 相模原病院 医療情報部

当院は 2009 年 6 月それまでの紙カルテ・紙伝票運用から、紙カルテはそのままでオーダリングシステムを導入。来年
2015 年 6 月のシステム更新にあわせて診療録の電子化を行う二段階導入を目指してきた。初回導入に向けてはベン
ダー選定の作業初期よりコンサルタントと契約し、病院側の立場にたった導入に関する様々なサポート提供を受ける
ことで、ベンダーとの交渉を円滑に行うことを目指した。稼動後は各種障害、要望事項を病院全体から吸い上げ、そ
れらをベンダーとの定期的会合で検討し改善を図ることでシステムの成熟に腐心した。また我々医療情報部スタッフ、
各部門のシステム責任者とで情報システム委員会を構成し、外部委託により当院に派遣された SEと共に病院全体で
システムの正常稼動に最大限の努力を図った。その結果システム稼動後 5年間で障害に起因するシステム停止はわず
か 1回、時間にして 20 分間のみと極めて安定したシステム構築を果たし得た。近年機構病院においてもオーダリング
システムあるいは電子カルテシステムを運用する病院が増加している。しかしその導入にあたっては各病院が個別に
対応しているのが現状であり、ノウハウの蓄積やマスタ構築、安定稼働への取り組みなどの共有化は実現できている
とは言い難い。また地域医療連携についても一部の病院が限定された地域で展開しているのにとどまっている。さら
にシステムの更新は定期的に膨大な作業量と費用負担が発生することを意味しており、しかもこのサイクルは病院が
存続する限り基本的になくなることはない。本発表では当院での経験を明らかにし、今後機構病院全体での目指すべ
き IT化の道筋の一助となることを目的としたい。

S13-2 産科領域における部門システムの役割について

○
く ぼ た よ し

窪田 與志
NHO 横浜医療センター 産婦人科

産科部門システムとして求められる機能には以下のものを考えた。a．外来診療支援妊産婦は妊娠初期から一貫したシ
ステムによって管理されている。分娩予定日の算出支援、決定および管理、合併症の管理、社会的背景など患者情報
の管理とこれらの情報の一元管理。妊産婦からの問い合わせに短時間での迅速な対応が求められる。特筆すべき情報
も含めて患者情報が一元的に管理されることで迅速な対応が可能となる。b．分娩（助産）支援診察所見をグラフ化時
系列で表示し、分娩・助産計画が立案が出来ること、所見の変化により容易に修正される。産後は出生時刻、出生児
体重、出血量など入力が容易にできること。c．胎児心拍数図の表示と管理 d．超音波画像の評価と記録あるいはシス
テムとのリンク e．報告書作成、年間集計などデーターベースとしての情報機能 f．基幹システムとのスムーズな連携
導入後、一画面にグラフ化数表化して表示でき情報把握が容易となった。ガイドラインの変更、報告様式変更に応じ
てシステムの変更が容易であった。一方、部門へのアクセス権限により情報の参照できず、部門で作成された記録を
基幹システムへアップロードが出来ないために最小限の基幹と部門とに二重記載が必要となった。初期の問題点は多
元的なデーター入力が起こった時に、同時に入力作業が出来なかった。入力画面を項目毎に細分割し、主に医師、助
産師が入力する部分に細分した。今後に求められる機能は超音波計測値の自動入力、各種計測値や生化学データなど
の評価支援とデータベース機能の強化による 2次利用を容易にすることと、予約システムとも連動させ、予約の平準
化の支援を行う。
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S13-3 電子カルテ導入 4年での問題点とその対策・今後の展望

○
ほ そ だ や す お

細田 泰雄、早津 成夫、永田 修、原 彰男、関塚 永一
NHO 埼玉病院 診療情報部

本院は 2004 年にオーダリング、2008 年に PACSを導入後、2010 年電子カルテの運用を開始した。2011 年よりは電子
認証も導入した。この 4年間の問題点やその対策について振り返り、今後の展望を考えた。1入院フォルダー内に残る
多量の紙媒体とその削減電子認証導入後も入院フォルダーには電子化されていない多種多量の紙媒体が入ったままで
その整理にかかる時間や保管スペースが問題となった。内容を精査して、各部署にヒアリングを行い、破棄、電子認
証、電子化するもの等に分け 90％の削減に成功し、業務時間・保管スペースのスリム化が図られた。2持参薬を含む
与薬業務における問題点とその対策当初持参薬は紙運用、院内処方薬は電子カルテ運用を行っていたが与薬事故が多
く、内服薬管理システムを導入した。しかしその後も事故が減少しないため精査したところ、各病棟において与薬手
順がばらばらでローカルルールも多く、原因の精査すら難しい事が判明した。WGを立ち上げ、与薬手順の統一化を図
り、事故が生じた場合どのプロセスに問題があったのかを明確に出来る様にした。3指示コメントの問題点とその対策
電子カルテ上の指示コメントは医師毎に指示内容の記載順やその内容が様々で指示の見落としなどが生じていた。そ
の対策として指示コメントの定型化に取り組み、少なくとも診療科毎には指示内容の統一化を行った。4代替システム
の必要性とデータ保護現在まで長時間に及ぶシステム障害は生じてはいないが、電子カルテ導入後 4年が経過してお
り、殆どの医療記録は電子化されている。万一長時間のシステム障害が生じれば病院機能は停止してしまう。データ
保管を含めた代替システムの準備が必要と思われる。

S13-4 病院オーダーリングシステム導入・運用における光と影：診療情報管理か
らの視点

○
あ な ん まこと

阿南 誠
NHO 九州医療センター 医療情報管理センター

1．はじめに当院は、平成 6年の開院時からオーダーリングシステムを導入し、その後 2度のシステム更新を経験し、
平成 20 年 7 月からは電子カルテ導入に至っている。診療情報管理の視点からこの 20 年の経験を論じてみたい。2．影：
課題診療情報管理の立場から考えると、オーダーリングシステム、電子カルテを問わず、医師法や医療法に規定する
「診療録」や「諸記録」の要件を満たせるかが問題である。実は、当院では、一世代前に電子カルテ導入を検討したが、
導入を先送りした経験がある。その理由は、当時の当院の診療情報管理の考え方に応えることが出来るシステムの提
案がベンダーからなされなかったことである。また、複数回の厚生労働省による特定共同指導で、システムに頼り過
ぎることによる、医師法等の規定を満たせない診療録（紙の）の存在が指摘され、当時は電子カルテに対して懐疑的
な風潮も存在した。また、当院は平成 12 年に「国立病院の診療情報提供の指針」に基づいてカルテ開示等を実施した
最初の病院であり、その経験からも電子保存された診療記録に対しては多くの議論があった。3．光：不可能を可能に
電子カルテの導入により、ようやく記録の保管に必要なスペースが事実上不必要になり、さらに診療記録電子化の実
現は迅速な監査やデータ活用に大いなるメリットをもたらした。もっともそのために、医療情報管理センターという
情報管理に特化集中した組織を構築し、それ故にメリットを生かせていることもある。4．今後の展望当院でのデータ
の活用が進まないその原因の一つは、データ入力の負担と質の担保である。そのため現場におけるデータ入力や監査
の体制の充実が急務である。
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S13-5 医療情報データの可視化による病院の体質改善と問題点

○
たけざこ な お き

竹迫 直樹、秋山 正紀、齋藤 晃弘、雨宮 伸治、高里 良男
NHO 災害医療センター 医療情報部

緒言：医療情報部は病院の中では新しい部門であり立ち位置ははっきりしない点もあるが、当院では病院の提供医療
サービス・経営情報の収集・分析と評価・提供・戦略的企画立案も役割としており、2011 年に導入した電子カルテシ
ステムで蓄積されたデータを分析・評価して利用している。今回、電子カルテシステムを用いた業務改善について報
告する。
方法：医用工学研究所のデータウェアハウス（DWH）およびDPCデータ分析システム（girasol）を用いて医療デー
タを解析した。また医療情報を用いて、企画課と協力し材料費削減を試みた。
結果：部門システムからのデータと電子カルテ上のデータを比較して加算漏れなどの対策ができた。また、同種同効
品などの比較整理ができ無駄の削減ができた。その結果材料費率 0.5％の削減が得られた。DWHおよび girasol を用い
てデータ解析し外来部門の解析（ナイアガラ分析）を行い、外来のスリム化により業務改善を得た。また、病棟のア
クセスログの解析を行い業務改善についての提言を行った。また、girasol を用いてクリティカルパスの見直しを行っ
た。
まとめ：電子カルテシステム導入は費用がかかることもあり、導入に慎重な面があることは否めない。単純な利用だ
けでは費用対効果の面で厳しいと言わざるをえないが、医療データ（ビッグデータ）を比較的簡単に利用できるよう
になるという点から、導入する意義があると考えられる。当院ではDPCデータなども利用し始めており医療の効率化
を図るうえで不可欠なものとなりつつある。今後、地域医療データなども利用できるシステム構築をはかりさらなる
業務改善を図っていきたい。

S13-6 電子カルテシステムの導入と運用・ケアミックス型病院での課題

○
ま す だ のりひろ

増田 典弘
NHO 宇都宮病院 医療情報部

当院では平成 25 年 1 月 1 日稼働で、電子カルテを導入、運用開始後 1年半が経過した。今回我々は電子カルテ特有の
threat 及び国立病院機構ならでは運用の問題点を考察した。まず、電子カルテ特有の新たなThreat は 1）指示伝達の
エラー、2）誤入力、3）薬剤の 3文字変換の過誤、4）入力時の患者間違い、5）病理、読影等のレポートの確認の遅
延、などである。当院の電子カルテの医療安全上の配慮として、1）点滴認証・検体認証、2）持参薬管理、3）口頭指
示、指示簿指示の院内統一、4）レポートの確認のアラーム機能を構築した。ケアミックス型の国立病院機構病院での
問題点として 1）入札条件、2）職員教育、3）職員の移動、4）SEの配置、がある。1）ではベンダーが自由に選べな
い、また入札上限がありパッケージ製品しか導入できないため、急性期病院での電子カルテ機能としては不足する。
2）に関しては、紙カルテ、レントゲンフィルムの病院に一気に電子カルテまで導入したため、職員の教育に問題が生
じた 3）では、医療情報部の人員のうち過半数に同時に移動があり管理運用に問題点が生じた。4）SEは、ケアミック
ス型病院では外部委託や非常勤での配置にとどまっている。これらの解決策として、1）機構病院で共同入札を行い、
入札単価をさげる。入札上限額に関しては、再度精査する。2）病院間でマスターを共同開発し、また職員の交換留学
によりトレーニングを行う。使用に秀でた SEや Drクラークを養成し、病院間で派遣を行う。3）4）に関しては、情
報部員の移動により結局医療情報部の医師の過剰な負担が生じるため、移動のない SEを常勤化する必要がある。以上
の観点で国立病院機構病院での電子カルテ導入の問題点を談義したい。



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

302 Yokohama, November 14-15, 2014

座長のことば

人工呼吸器は、急性期慢性期を問わず多くの施設で使用され、最も多くの職種が携わる生命維持装置とい
える。人工呼吸器装置の管理は臨床工学技士の業務であるが、集中治療室や一般病棟内においての呼吸管理
は看護師、呼吸リハビリ中の対応は理学療法士が求められる。そのため各職種が状況に則した相当の知識と
対応を求められ、つまりは人工呼吸器の管理体制の整備は、安全や安心の向上に直接的に影響することとな
る。
今般、法改正により臨床工学技士や理学療法士による吸引操作が認められ、今年度の診療報酬改定では特

定集中治療室管理料の項目に臨床工学技士の常駐が盛り込まれるなど、コメディカル部門における業務の
多様化が進められている。一方多施設において、呼吸サポートチーム（RST）による集団的な呼吸サポート
が実践され、職種横断的な業務活動の充実も求められている。
このシンポジウムでは、急性期ならびに慢性期病院に勤務する臨床工学技士、理学療法士、看護師の 4

名のシンポジストにそれぞれの立場から発表していただき、人工呼吸器管理の現状と問題点、コメディカル
として可能な次世代の管理体制を討議し、これからどうあるべきかのヒントと方向性を探っていく。

シンポジウム-14 次世代の人工呼吸器管理体制
～コメディカルからのアプローチ～
座長：江口 祐三 NHO 九州医療センター 臨床工学技士長

齋藤 雅典 NHO あきた病院 臨床工学技士

S14-1 次世代の人工呼吸器管理体制―看護師の立場から―
佐伯 達矢 NHO 山口宇部医療センター

S14-2 理学療法士からみた人工呼吸管理中の役割とこれからの課題
髙濱 みほ NHO 呉医療センター・中国がんセンター

S14-3 次世代の人工呼吸管理体制～臨床工学技士の立場から 急性期領域～
辛島 隆司 NHO 山口宇部医療センター

S14-4 慢性期病院の次世代の人工呼吸器管理
三橋 寿子 NHO 宇多野病院
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S14-1 次世代の人工呼吸器管理体制―看護師の立場から―

○
さ え き た つ や

佐伯 達矢
NHO 山口宇部医療センター 看護部

私が看護師として入職した当時、臨床工学技士は在籍していなかった。人工呼吸器の管理は看護師の業務であり、不
具合が起こればその対応に苦慮することも多く経験した。臨床工学技士が在籍することにより、看護師は機器の管理
にかけていた労力をより患者に注げるようになった。現在、臨床工学技士とはRSTを中心として連携することが多い。
医師、看護師、理学療法士、臨床工学技士で毎週ラウンドするほか、主催勉強会を通じ呼吸器管理や呼吸療法につい
ての知識を広める活動を行っている。マニュアル作成においても参加するなど、連携はさらに深まりつつある。当院
では、稼働する人工呼吸器のすべてを、臨床工学技士が毎日ラウンドし、結果を看護師へ伝え、カンファレンスへも
参加している。次々と新たな機種や換気様式が開発される中、専門的なサポートが受けられ、大変心強く思う。その
反面、看護師の人工呼吸器管理に対する知識・技術の低下という、新たな問題が生まれた。常に絶え間なく患者のケ
アを行っている看護師は、人工呼吸器管理に対する知識を保持し続けることが必要である。現在、院内認定看護師制
度の設立や、重症心身障害児（者）病棟における、人工呼吸器取り扱いについての教育を行っている。その教育にお
いても、専門的知識をもつ臨床工学技士の果たす役割は大きい。人工呼吸器を装着している患者に対し、より良い医
療を患者に提供するためには、人工呼吸器を取り扱う環境の整備が必要である。そのためには、職種の枠を超えた連
携の必要性を強く感じる。在宅を含め、今後、RSTや看護外来などでさらに連携し、患者へより良い医療を提供でき
るよう、ともに活動を行いたいと考える。

S14-2 理学療法士からみた人工呼吸管理中の役割とこれからの課題

○
たかはま

髙濱 みほ、中尾 淳一、道広 博之
NHO 呉医療センター・中国がんセンター リハビリテーション科

以前より人工呼吸器装着患者への早期リハビリテーション（リハ）の有用性が立証されている。人工呼吸器管理を必
要とする患者は、呼吸器疾患、心疾患、神経筋疾患、周術期など多岐に亘り、対象は超急性期から慢性期まで、自発
呼吸のない重篤な状態から部分的に人工呼吸器を使う患者まで幅広い。人工呼吸器装着患者へのリハは、換気の改善、
気道内分泌物除去と酸素化改善、肺合併症の予防と治療、人工呼吸器からの離脱、早期離床、入院期間の短縮の結果
として医療費の軽減などを目的としている。これらは単独職種だけで達成できることでなく他職種間の協働を得ては
じめて達成できるものである。理学療法士（PT）は身体に直接介入し、MEは病態に見合った呼吸器の管理や助言と
モードやデバイス選択など各々の専門性を相乗的に発揮し合うことがより良い治療効果を得ることができるのではな
いかと考える。呼吸サポートチーム（Respiratory Support Team ; RST）が組織された病院は増加しており人工呼吸器
に強いスタッフの存在の認知度が高まり、人工呼吸器の使用に関する標準化ができたのではないかと思う。しかしそ
の一方で人工呼吸器に不慣れなスタッフも存在する。PTにおいては早期からの人工呼吸器装着患者へのリハ効果は
認められているが、未だ人工呼吸器についての学校教育は乏しく、就職してはじめて学ぶ者も少なくない。RSTや院
内の人工呼吸器をはじめとする呼吸療法の啓蒙やファシリテーターを担っている臨床工学技士と共に動き、更に相互
の専門性や特性を引き出していきたい。それが治療に参加しているスタッフが闊達な意見交換ができ、より良い人工
呼吸器管理体制の構築へと繋がっていくのではないかと考える。



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

304 Yokohama, November 14-15, 2014

S14-3 次世代の人工呼吸管理体制～臨床工学技士の立場から 急性期領域～

○
からしま た か し

辛島 隆司、宮川 奏、高村 清広
NHO 山口宇部医療センター 集中治療科 医療機器室

平成 22 年 4 月 30 日の厚労省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」により「喀
痰等の吸引」、「動脈留置カテーテルからの採血」が臨床工学技士の実施できる行為として取り扱われることとなった。
当院ではこの通知により、今まで明文化されていなかった人工呼吸プロトコールを作成して、これを包括的指示とし、
カンファレンス等により医師、看護師、理学療法士等と情報を共有し、人工呼吸器の設定およびウイニングにさらに
関与するようになった。急性期領域業務としては、特に重症呼吸不全、ウイニングにむけての人工呼吸療法を医師と
共に実践している。呼吸ケアチーム加算に加え、喀痰吸引が可能となった。そして、特定集中治療室管理料の施設基
準に臨床工学技士が常時、院内に勤務していることが求められることとなり、人工呼吸療法にかかわる臨床工学技士
がますます増加すると予想される。人工呼吸プロトコールを包括的指示として、臨床工学技士も積極的に人工呼吸器
の適切な設定への介入および早期ウイニングを推進して行くべきだと考える。臨床工学技士が人工呼吸療法にかかわ
り、工学的知識等を臨床現場で応用することにより、医師や看護師の負担軽減やタイムリーな処置が行えるとともに、
人工呼吸療法の質的向上にも貢献できると考える。

S14-4 慢性期病院の次世代の人工呼吸器管理

○
みつはし ひ さ こ

三橋 寿子
NHO 宇多野病院 医療安全管理室

当院では筋ジストロフィーや神経筋疾患などの入院患者が約 7割を占め、長期に亘り人工呼吸器を必要としている
患者も多い。人工呼吸器管理台数は年間約 50 台稼働している。一般病棟で多数の人工呼吸器が稼働している中で、医
療従事者（特に、看護師）の不安や負担は計り知れない。これらを軽減すべく臨床工学技士として担うべき役割は大
きい。人工呼吸器の機種選定・購入・廃棄に関わり、使用前・中・後の点検、回路交換を行っている。さらに医療従
事者への取扱説明、医療安全管理対策や、それでも発生するトラブルに対して如何にスピーディーに対応し患者への
影響を軽減するか、など様々である。人工呼吸器を必要としている患者や家族においても、なにかしら不安を抱いて
いるため、普段から人工呼吸器やデバイスに関する疑問や不安を払拭するように努めている。在宅においては患者・
家族・関係者へ人工呼吸器の取扱や緊急時・災害時の指導を行っている。しかし、人工呼吸器を使用している実際の
生活環境を踏まえて説明することは難しい。当院には訪問看護等支援室が存在するため、訪問看護師と関わる機会も
多く、在宅での状況を聞くなど連携しながら指導に活かしている。人工呼吸器管理は臨床工学技士だけが行うもので
はなく、人工呼吸器に関わる全ての人々が協力し、チーム医療として行うものである。これを現実のものとするには、
人と人とのコミュニケーションが重要である。多職種が存在する院内や、地域・在宅では、それぞれの職種の強みを
活かしつつ普段から情報交換を行っていくことで、人工呼吸器管理の次世代への新たな試みが行えるものと考える。



第 68回国立病院総合医学会 305

座長のことば

今日では、あらゆる疾病の治療において適切な栄養管理が重要な鍵となることが広く認知されるようになった。さらに、栄養サ
ポートチームの活動が診療報酬としても評価され、多職種のチームによる栄養管理が、診療において有益であると明確に示され
た。
今回は栄養管理の原点である経口摂取にスポットを当て、チームで取り組む食事提供について考えたい。「食事」には様々な要
素があり、嚥下機能の評価や訓練による誤嚥のリスクに配慮した安全性、食欲不振や口内炎等に配慮した個々の患者のニーズに
あった個別対応、治療の副作用による有害事象への対応、治療方針に沿った栄養量の食事、厳しい栄養管理条件の中での工夫した
美味しい食事、心地よく食べられる環境、さらには季節ごとの献立やイベント性のある食事による食べる楽しみ等が挙げられる。
必要な栄養量を満たした食事を提供しても、喫食されない限りは栄養には繋がらない。食事を「美味しく」、「楽しく」、「心地よ
く」食べるというアメニティーの改善は、患者の心を食に向かわせ喫食状況の改善に繋がり、治療にも大きく影響する。また、必
要な栄養の全てを経口摂取で賄うことが困難な場合においても、口から食べることができ、食べ物を味わうことができるというこ
とが、生きていることの証として患者自身や患者家族にとっての心の栄養になるという要素もある。
「臨床栄養と食事提供」は一体的なものであり、食事提供のクオリティーを高めることは、診療に貢献することに繋がる。そし
て患者に寄り添った食事提供を実現するためには、多職種がそれぞれの立場からアプローチし、チームで対応していく必要性を感
じる。今回のシンポジウムでは、医師、看護師、言語聴覚士、管理栄養士の各専門分野から、食事提供の取り組みについて発表し
ていただき、患者にとって望ましい食事提供について多職種でディスカッションすることで、おいしく楽しい食事のためにチーム
医療が果たす役割について考えたい。

シンポジウム-15 臨床栄養と食事提供
～おいしく楽しい食事のためにチーム医療が果たす役割～
座長：小川 哲史 NHO 高崎総合医療センター 統括診療部長

田所真紀子 NHO 埼玉病院 栄養管理室長

S15-1 がん専門病院における食事，栄養への取り組み
羽藤 慎二 NHO 四国がんセンター

S15-2 心のかよう病院食の工夫（当院での取り組み事例から）
木幡 恵子 NHO 函館病院

S15-3 おいしく安全に食べる～言語聴覚士の立場から～
松尾 恵 NHO 福岡東医療センター

S15-4 看護師が行う楽しい食事への環境調整―チーム医療の中で果たす役割について―
菅谷 恵美 NHO 東埼玉病院

S15-5 病院を飛び出した患者食～国循の食事業について～
村井 一人 国立循環器病研究センター
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S15-1 がん専門病院における食事，栄養への取り組み

○
は と う し ん じ

羽藤 慎二
NHO 四国がんセンター 消化器外科

消化器がんのみならず、多くのがん種において体重減少を生じ、体重減少は患者のQOLを損なうことが知られてお
り、がん医療における栄養療法の果たす意義は大きい。がん患者の栄養管理は、患者にとって診療の原点とも考えら
れ、多職種のチーム医療による介入が重要と考えている。がん化学療法中の患者は、原疾患の影響や有害事象などの
理由から食事摂取量が低下しやすいため、各部門で積極的に介入を行っている。医師以外に、薬剤師により有害事象
に対する支持療法の指導が行われ、看護師はアセスメントを行って患者の栄養状態の把握しつつ、日々の食事のニー
ズにこたえている。また、食欲不振や口内炎などに対応した食事を用意して栄養士などから積極的に提案し、実際に
有害事象の出現した患者の多くが利用して効果をあげている。また、口腔合併症に対する専門的口腔ケアの重要性が
認識されてきており、歯科を中心に活動を行っている。また、高度催嘔吐性薬剤を含む化学療法患者へ治療前から介
入を試みると、消化器系有害事象や退院後の食事など栄養に関する不安を多くの患者が抱えていることがわかり、精
神面のサポートにも努めている。さらに、近年、外来にて治療を受ける患者が増加し、家族を含めた支援のニーズが
高まっており、患者・家族総合支援センターを設置し、家族も含めた栄養に関する支援活動に取り組んでいる。がん
診療の食事・栄養に関しては多職種が各自の役割を果たすことが、より良質ながん医療の提供につながると考えてお
り、当院の取り組みついて報告する。

S15-2 心のかよう病院食の工夫（当院での取り組み事例から）

○
こ ば た け い こ

木幡 恵子、長南 未希子、記田 信子、木村 千香
NHO 函館病院

【はじめに】みなさんはどんな時に患者さんと寄り添ったと感じますか。私たち医療スタッフは日々患者さんと向き合
い患者さんの笑顔が見たい、しかし、どのような事が患者さんや家族にとって嬉しいことなのか、特に残された時間
の少ない患者さんの栄養管理や心のケアはどのような方法がいいのか、それは管理栄養士だけの問題ではなくNST
や緩和ケアチーム全体としての大きなテーマになっています。【現状】当院はがん診療連携拠点病院であり治療による
食欲低下や食事摂取困難な事例が多いのが現状です。その対応として経口摂取が可能な限り個人対応の充実を一番に
考え食事形態や味付け・温度調整等を試み栄養管理が充実されQОL向上に繋がり、そして笑顔を見せてくれた時は
患者さんや家族とのコミュニケーションがとれ寄り添えたと思える最高の時です。栄養スクリーニング・アセスメン
トは必須でありNSTや緩和ケアチームでの情報は常に共有し目的は患者さんの栄養状態改善とQОL向上、更に第 2
の患者さんとも言える家族のケアと思っています。しかし、栄養スタッフの業務量や個人対応の煩雑さと付加食にか
かる食糧費などの問題で対応出来ない現実と向き合う事もあります。【報告】栄養管理室の持つ問題点を分析し、どの
ようにしたら「心のかよう病院食」を提供できるかお金をかけるだけではなく、どこまで提供できるかを工夫した当
院の取り組み事例を報告します。【まとめ】私たちは常にひと手・ひと言を惜しまず患者さんと接し「患者さんの管理
栄養士」であり「心のかよう病院食の工夫」を忘れずに今後も継続していきたいと思っています。
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S15-3 おいしく安全に食べる～言語聴覚士の立場から～

○
ま つ お めぐみ

松尾 恵
NHO 福岡東医療センター リハビリテーション科

健康や栄養、教育、精神、文化、安全など様々な角度から「食」に対する取り組みがなされている。医療介護の分野
においても同様に多職種からのアプローチが求められている。その中で、言語聴覚士としては、摂食・嚥下機能を専
門的立場から評価・訓練を通して、安全においしく食事がとれるよう関わっている。摂食・嚥下リハビリテーション
の目標は、経口摂取が出来るようになることである。取り組みの中で、摂食・嚥下機能面だけでなく栄養面について
も目を向ける必要がある。摂食・嚥下障害患者は、低栄養状態や脱水のために、間接嚥下訓練や筋力増強訓練などの
基礎訓練を実施できる十分な体力を持ち合わせていない方が多い。その場合は、栄養面を優先に考え評価・訓練を進
める必要がある。個々の病態に応じて適した栄養摂取方法の選択についても関わり、必要であれば経口以外の栄養方
法の提案をすることもある。食べることで誤嚥や肺炎の可能性、それによりさらに全身状態の悪化につながることも
ある。反対に、食べないことで低栄養状態や廃用症候群につながることもあり、リスク管理は念頭に置いておく必要
がある。食事は、単に栄養をとるためのものではなく、人生の大きな楽しみの一つでもあり、味わうことはQOLにも
関わる。実際、重度の摂食・嚥下障害のために経管栄養や胃瘻の選択を余儀なくされ、それが最終ゴールとなるケー
スもあるが、QOLから考える最終ゴールとは異なる。十分に誤嚥のリスクも配慮して、僅かでも口から食べて味わう
ことが個々のQOLの向上につながると、様々な症例を通して感じる。食べられないという悲しみへの精神的なフォ
ローも言語聴覚士の重要な役割と考える。

S15-4 看護師が行う楽しい食事への環境調整―チーム医療の中で果たす役割につ
いて―

○
す が や え み

菅谷 恵美
NHO 東埼玉病院 看護部 回復期リハビリテーション病棟

看護師は、日常的に患者へ食事の援助を行う。国立病院機構東埼玉病院の回復期リハビリテーション病棟（以下、リ
ハビリ病棟）では、医師・看護師・PT・OT・ST・栄養士（以下、医療チーム）間での情報共有に努め、食べる能力
を評価し、患者の食事時間を快適にする取り組みを行っている。リハビリ病棟の患者は、麻痺や嚥下障害・認知障害・
注意障害を持ち、摂食リハビリを行う。その中で、看護師が果たす役割は患者の思いに寄り添い、おいしく楽しい食
事の環境を調整する事が求められる。食事の環境は、患者の身体的側面と精神的側面の双方を満たす看護を提供して
整うと考える。川嶋は 1）「基本的には栄養のバランスや消化吸収能力、そして病気による制限などを配慮するにして
も、『美味しく楽しく食べることができる』ようにすることが、その人が持っている回復過程を整える意味からもきわ
めて大切です」と述べるように、リハビリ病棟は食べる原点を見つめ、食事の環境を整えている。また、当院では食
事を楽しむ取り組みとして、栄養管理室が様々なアイデアを提供する。ワゴンサービス・全国地方グルメ・オリンピッ
クメニューなどが、患者のわくわくした気持ちを引き出し、楽しい雰囲気を作っている。看護師が患者の摂食状況を
医療チームに伝え、適切な食事形態の準備をして食堂の環境調整を行い、食事の楽しみを提供する。そして、看護師
が患者の声を医療チームと共有する事は、患者の食欲を高める一助となる。医療チームで摂食リハビリに積極的に関
わり、患者が「おいしい」と笑顔で過ごす時間を提供したいと考える。引用文献 1）川嶋みどり：「看護の力」看護
の原点 美味しく楽しい食の基本 P99～115
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S15-5 病院を飛び出した患者食～国循の食事業について～

○
む ら い か ず と

村井 一人、竹田 博幸、上ノ町 かおり、佐藤 友紀、北川 冬華、時田 和敏、糸林 俊夫、
中谷 武嗣

国立循環器病研究センター 臨床栄養部

過去の食餌療法は栄養管理面を最重要点にされていたため、未だに「病院食は体のためだから味がうすくても美味し
くなくても我慢しなさい。」の概念が尾を引いている。確かに病院食は栄養量、作業量、材料単価、など制約が多くレ
ストランなど他の飲食店とくらべ融通が利かない点は否めない。しかし、“食餌療法”が“食事療法”に変わり、国立
病院からは“給食”の文言も外され、患者の嗜好面も重視しアメニティにも気配りができることが求められている。
当センターは循環器病に特化しているため、一般に言う普通食は存在せず、すべて五段階の塩分設定がなされた特別
食であり、架せられた栄養管理条件も厳しい。しかし、患者さんの思いを考え、できるだけ美味しい食事が提供でき
るよう病院食の改革に取り組んだ結果「懐石料理を食べているようだ。」「家での食事よりずっと美味しい。」との声が
多く寄せられ、さらに“病気治療のため入院以外でもこの食事を提供してほしい。”との声が医師、患者などから強く
寄せられ、料理教室や国循食の料理を活かした弁当の販売や、企業の社員食などにレシピを提供するなど、広く事業
展開された。また、一昨年出版した「国循の美味しい！かるしおレシピ」は続編を合わし 33 万部と驚異的な売れ行き
をみせている。国立循環器病センターの使命である循環器疾患の制圧に食方面から介入するため活動に取り組んでい
る事例を紹介いたします。
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コーディネーターのことば

摂食・嚥下障害は、高齢社会を迎え誰でも直面する可能性がある問題である。そしてどこで過ごすかを決める重要な要素の
一つである。いわゆる、「食べられるかどうか」がその時の居場所を決めると言っても過言ではない。内視鏡下経皮的胃瘻造
設術（PEG）が普及した現在、安心安全を求めるあまりやや PEGを選択する傾向があることはある程度は止むを得ないが、
一方で適切な評価や指導、訓練がなされないがために本来は可能な経口摂取が制限されているケースも少なからず存在する。
現状では摂食・嚥下機能評価は病院が担っており、特に入院患者に対して行なっているところが多いのではないだろうか。

もちろん入院患者に対する摂食・嚥下機能評価が重要であることは論を待たないがそれだけでは十分ではない。摂食・嚥下
機能評価をした患者が退院した後には、本来であれば地域での定期的な摂食・嚥下機能のチェックや訓練のサポートが欠か
せない。また外来通院中や在宅療養中の患者に対しても、地域での摂食・嚥下機能評価や訓練が求められている。在宅や施設
で過ごしていて嚥下障害に悩む人に対して地域での活動を通して適切な評価とそれを基にした適切な栄養摂取の方法を指導
する取り組みがあちこちで行われるようになって来ているが、未だ十分とは言い難い状況である
また、摂食・嚥下機能は、関わる職種が、医師、看護師はもとより、言語聴覚士、管理栄養士、医療ソーシャルワーカーな

ど多岐にわたり、さらに医師でも耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、神経内科など様々な科が含まれるとい
う特徴を持つ。つまり病院であれ地域であれ、評価するためには多職種間のミーティングを必要とすると言うことである。
そこで地域における摂食・嚥下機能評価の果たす役割を多職種間での議論を通して明らかにすると同時に、現状と問題点

について指摘し、将来のあるべき姿を提案していきたい。

シンポジウム-16 地域における摂食・嚥下機能評価の果たす役割
～多職種間ミーティングを通して、現状と問題点～
座長：藤谷 順子 国立国際医療研究センター リハビリテーション科医長（科長）

十河 宗布 NHO 高松医療センター 医療社会事業専門員
コーディネーター：高橋 竜哉 NHO 横浜医療センター 神経内科部長

S16-1 院内のNST嚥下チームが地域すなわち患者を取り巻く環境にできること
大塚 義顕 NHO 千葉東病院

S16-2 摂食・嚥下機能評価入院導入から見えてきた問題点と課題
古賀はるみ NHO 横浜医療センター

S16-3 摂食・嚥下機能評価をもとに、地域に何を、どう、伝えるべきか？―急性期病院の
言語聴覚士の視点から―
佐藤 文保 NHO 福岡東医療センター

S16-4 地域におけるシームレスな連携～医療機関から在宅へ～
工藤 美香 新都市医療研究会「君津」会 南大和病院
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S16-1 院内のNST嚥下チームが地域すなわち患者を取り巻く環境にできること

○
おおつか よしあき

大塚 義顕
NHO 千葉東病院 歯科

多くの職種を備えている病院が地域（患者を取り巻く環境）に果たす役割は、「病院でできる」「病院に入院してできる」
「病院から退院した後にできる」「病院の外来でできる」などに分け患者を支援することである。そこで、当院のNST
嚥下チームの例を紹介する。「病院でできる」；病棟スタッフへの教育は、摂食認定看護師が、病棟のNSTリンクナー
スに嚥下機能訓練の知識とスキルアップのための研修を実施している。嚥下カンファレンスでは、月 1回の症例検討
会を行っている。情報共有のために活動報告や回診後の職種別のアプリーチの結果など含めた回診記録をメンバーに
定期配信している。「病院に入院してできる」；患者への係わりは、NSTから嚥下障害症状のある患者のみが依頼され
る。医師、歯科医師と認定看護師が初回の摂食嚥下機能評価を行い、その後カンファレンスにおいて患者の問題点を
説明し、チームで回診をしている。回診は、医師、歯科医師、言語聴覚士、摂食認定看護師、病棟看護師、栄養士、
薬剤師が揃って毎週行っている。また、経過中に患者に係わる職種が問題点をカンファレンスで提案しアプローチし
ている。「病院から退院した後にできる」；機能回復後、退院時のサマリーに従って在宅および施設の介護スタッフな
どが機能回復訓練に取り組んでいるが、定期的に入院して再評価や嚥下造影検査や機能訓練の見直しなどを行う試み
を始めた。「病院の外来でできる」；歯科外来併設の摂食嚥下リハビリテーション外来では、在宅療養中や医療ケアと
機能回復訓練の充実した施設の如何にかかわらず、摂食嚥下機能の評価や各種検査、機能回復訓練の指示および見直
し、相談を受け入れている。

S16-2 摂食・嚥下機能評価入院導入から見えてきた問題点と課題

○
こ が

古賀 はるみ
NHO 横浜医療センター 西5病棟

当院では 2013 年 8 月より摂食・嚥下評価入院を導入し、チームで評価・指導をしている。摂食・嚥下障害は入院期間
のみで改善するものではなく、退院後も継続しなければ効果は上がらない。患者と常に関わる看護師の協力が必要不
可欠であり、院内看護師のみならず、関連地域のスタッフや家族への教育的関わりも継続した取り組みには必要であ
ると考える。
嚥下障害患者と多く関わっている該当病棟看護師も摂食・嚥下に関する知識が不十分で評価入院導入への不安を訴え
ていた。そこで摂食・嚥下に関する勉強会を演習も含み 5回開催し、他症例検討も 1回実施した。評価入院は初めて
の試みであり自分自身もイメージが付かず、計画的・効果的な内容には至らなかったが、演習や症例検討では看護師
の反応も良く基礎知識と症例とが結びつき理解力向上や自信に繋がったと考える。
評価入院では本当に口から食べることはできないのか、一度評価をしてほしいという内容の依頼が 2014 年 3 月までに
7例あった。退院時に栄養摂取方法や訓練等について患者や家族、施設スタッフに継続してもらえるように指導してい
るが、新しい取り組みで知識がまだないと話される施設スタッフもいた。言葉の表現工夫も必要で摂食・嚥下障害に
関する知識や技術は施設間で差があり、それが継続した取り組みに影響を及ぼすのではないかと考える。
退院後も指導内容を継続することが大事であり、継続させるためには家族や施設スタッフにも統一した知識や技術が
なければならない。そのため、院内看護師への教育のみならず、関連地域の状況を把握し、スタッフや家族への教育
的関わりにより施設間での差をなくす方法の検討も今後必要であると考える。
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S16-3 摂食・嚥下機能評価をもとに、地域に何を、どう、伝えるべきか？―急性期
病院の言語聴覚士の視点から―

○
さ と う ふ み お

佐藤 文保
NHO 福岡東医療センター リハビリテーション科

摂食・嚥下機能障害患者の連携において、急性期病院での評価の果たす役割は大きい。特に急性期での摂食・嚥下機
能の状態や対応方法などについては、評価にもとづいた情報を分かりやすく伝えていく必要がある。しかし、転院後
や退院後に誤嚥性肺炎を再発する症例も存在し、連携のあり方に課題を残している。こうした課題の背景には、提供
した情報が有効に活用されず、患者への対応方法がスタッフ間や家族間で統一されていないことも要因として考えら
れる。また、在宅では、症状の変化に気づかず、病状が悪化してしまう場合もある。こうした現状の問題点を踏まえ、
地域に何を、どう、伝えるべきか検討していきたい。【情報提供のあり方】リハが提供する情報提供書についてリハス
タッフ以外の支援スタッフからは「内容が専門すぎて分からない」などの意見も多い。そこで情報提供書については、
共通の言語を使用するなど、内容を工夫する必要がある。また、食形態や介助方法などを写真や動画で撮影し、視覚
的な情報として提供することも有効な手段と思われる。【患者対応の統一方法】実際の食事場面などを見学してもらう
ことが有効と考える。特に在宅で支援を受ける場合は、支援スタッフと情報共有の場を設け、対応方法について繰り
返し情報交換を行うことが必要と思われる。【患者の観察の必要性】生活場面での観察も重要である。特に嚥下機能の
低下を疑う観察ポイントを事前に家族や支援スタッフに伝えておき、変化があれば支援スタッフやかかりつけ医に連
絡をとる体制を整えておくことも必要と思われる。また、急性期病院として、病状の変化に対応ができるような体制
作りも必要と考える。

S16-4 地域におけるシームレスな連携～医療機関から在宅へ～

○
く ど う み か

工藤 美香
新都市医療研究会「君津」会 南大和病院 栄養部

（はじめに）現在の医療は急性期・回復期・慢性期と機能分化が進み、他の医療機関との医療連携がなくてはならない。
さらに在宅医療・介護の包括的な連携が望まれている。（連携の重要性）嚥下障害の患者に対し、一般病院、診療所、
大学病院、在宅療養まで、多職種が情報を共有し継続支援をすることにより経口摂取が可能となった症例を経験した。
この症例では治療及び訓練目標を他医療機関と共有して在宅まで支援できたことが鍵であった。連携のポイントは連
携先の状況を把握し、共通言語・理解をもち、理解度にあわせて情報を伝えることである。当院では、連携先の状況
に合わせて 3つのツールを使い分けている。連携先でどのような治療、訓練、食支援を行えるのか、相手の手の内を
知ることが重要で、日常から地域で顔の見える関係づくりが求められている。（在宅訪問栄養食事指導）当院では管理
栄養士が在宅訪問栄養食事指導を行い、生活の実情に即した、実践可能な支援を行っている。特に摂食・嚥下障害を
もつ療養者は、食事作りや食環境、食べ方など、実際の生活状況に応じた支援を行わなければ、継続は困難である。
在宅においても専門職と介護者が連携して継続支援をすることにより、すみなれた自宅で過ごし、再入院の機会を少
なくすることに貢献している。（おわりに）医療機関だけでなく、在宅においても専門職が関われるシステムをどのよ
うに構築していくかが課題である。さらに、どの地域でも医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包
括ケアシステムの構築を実現することが望まれる。



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

312 Yokohama, November 14-15, 2014

座長のことば

医療政策により病院機能が明確化され、それぞれの医療機関が提供できる医療にもいい意味での差別化が起っています。リ
ハビリテーションもその例外ではなく、疾患別リハビリテーションにおける施設基準はその最たる例でしょう。回復期リハビ
リテーションでも、今般の診療報酬改正でスーパー回復期とでもいうべき施設基準ができたのは記憶に新しいことです。もち
ろん、ハードの面からだけでなく、ソフトとしても最近ではがんのリハビリテーションが注目を浴びており、リハビリテー
ションはほぼ全ての医療分野に関わろうとしています。
様々な分野に関わるということは、リハビリテーションに関わるスタッフの専門性が高まるというメリットを生みますが、

同時にそれは専門外の分野への知識不足といったデメリットともなり得ます。回復期病棟の乱立する現在では、筋ジストロ
フィーや脳性麻痺などといった疾患を診療したことがないスタッフも数多いでしょう。医療の質を担保しながら幅広く関わ
る為には、各疾患についての基本的な知識の共有が必須となります。昨今のガイドライン乱立の背景はこういった事態からの
要請もあるものと思われます。しかし、振り返ってみるとリハビリテーション医療の分野では技術的な側面が強調されてきた
ためか、いわゆるエビデンスが少なく感じます。誰もがどんな疾患へもある程度のレベルで対応できるように、エビデンスに
基づいた医療を確立するのは急務であるように思います。ここで気をつけなければならないのは、エビデンスを重視するあま
り、個々の症例をないがしろにしかねない姿勢です。医学と医療の両立を常に心がけるようにしなければなりません。
今回のセッションでは、リハビリテーションの各分野で活躍なさっている先生方に、それぞれの分野が抱えている問題と、

これからの展望を御発表いただきます。このセッションが、より良いリハビリテーションとは何かを考える機会になれば幸い
です。

シンポジウム-17 リハビリテーション診療の今
―各分野の診療における現状と課題―
座長：植村 修 NHO 村山医療センター リハビリテーション科 医長

及川 奈美 NHO 東京医療センター リハビリテーション科 作業療法士長

S17-1 呼吸器疾患に対する作業療法の現状と課題
川邊 利子 NHO 刀根山病院

S17-2 リハビリテーション診療の今（重症心身障害児者医療ならびに筋ジストロフィー
医療等の政策医療分野の現状と課題）
船越 修 NHO 信州上田医療センター

S17-3 精神科リハビリテーションの現状と課題
福井 基孔 NHO 肥前精神医療センター

S17-4 がんリハビリテーションの診療における現状と課題
小原 登 NHO 北海道医療センター

S17-5 病棟配置における現状と課題
中川 誠 NHO 名古屋医療センター
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S17-1 呼吸器疾患に対する作業療法の現状と課題

○
か わ べ と し こ

川邊 利子
NHO 刀根山病院 リハビリテーション科

2008 年の医療保険診療報酬改定で、呼吸器疾患に対する作業療法（OT）が算定できるようになり今年で 7年目となる．
学会の演題を見ても、呼吸器疾患に携わる作業療法士が増えてきている．一方で，作業療法士の疾患理解や関わり方
の知識が不十分で，他職種に啓蒙活動が行えず，介入に至らないことも多いのではないかと推測される．また病院や
施設側も，OTの関わりに対する理解不足やマンパワー等の関係で対応できない場合もあると考えられる．現在呼吸器
疾患患者へのOTはADLトレーニングを中心に実施しているが，その効果を上げ，他職種や病院・施設全体にOT
を理解していただくには介入技術に対するエビデンスの確立や呼吸器疾患の作業療法体系の進展も課題である．2012
年に出版された呼吸リハビリテーションマニュアル運動療法第 2版では「ADLの評価，トレーニングに際し，作業療
法士が参加することが望ましい」と書かれている．また今年度から呼吸療法認定士の申請も可能となった．少しずつ
認知度も上がり，この分野での発展が期待されることも多いと考える．今回これらのことを踏まえ，呼吸器疾患に対
するOTの現状と問題点を多方向から分析し，今後の課題について述べる．

S17-2 リハビリテーション診療の今（重症心身障害児者医療ならびに筋ジストロ
フィー医療等の政策医療分野の現状と課題）

○
ふなこし おさむ

船越 修
NHO 信州上田医療センター リハビリテーション科

国立病院機構の政策医療分野において、重症心身障害児者医療ならびに筋ジストロフィー医療はセーフティネットと
して重要な位置づけがなされている。国立療養所における重症心身障害児者医療は、昭和 41 年厚生省事務次官通達に
基づく病床整備および翌年の児童福祉法改正による国立療養所の位置付けにより開始された。全国の入院病床数に対
する病床占有率は平成 22 年で 39.6％だが、民間病院等と比較して超重症児者の受け入れ割合が高いとされる。近年の
傾向としては、早期に入院した患者らが高齢化を迎える一方で、若年齢の患者は POST－NICUの機能が求められた結
果、より重症化している。さらに、在宅療養者に対して通園事業や一時入院支援等の必要性が増大している。一方、
国立療養所における筋ジストロフィー医療は、昭和 39 年厚生省「進行性筋萎縮症対策要綱」に基づく病床整備によっ
て開始されたが、病床占有率は平成 24 年で 95.7％と非常に高い。近年は人工呼吸器の導入により、主な死因が呼吸不
全から心不全へ変化、延命が可能となっている。その結果、従来の動作可能な時期のADLを重視した運動機能維持を
主体とした取り組みから、呼吸機能や心機能を維持しつつ身体機能が一層制限される坐位期後期や臥床期における
QOLを重視する取り組みへとシフトしている。このように、当分野におけるリハビリテーションに求められる役割は
多岐化、変容している。
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S17-3 精神科リハビリテーションの現状と課題

○
ふ く い もとよし

福井 基孔
NHO 肥前精神医療センター リハビリテーション科

筆者が勤務している九州では精神科単科の病院にも身体ケアチームの動きが始まり、精神科リハチームと一緒にプロ
グラムを考案するようなコラボが始まった。だが診療報酬制度はこれらの動きをサポートするような形にはならず問
題もある。また、患者を中心にした多職種チームの実践も医療観察法やDC，思春期病棟などで実践されはじめた。し
かしこれらのシステムはそれを機能的に活かすのも、機能させなくしてしまうのも人であり、チームの中にあり他者
の動きに思いを馳せ、チームのメインテナンスが出来る人を育成する必要がある。そこでこの話はまずスタッフ育成
の話しから始めたい。機構は全国にリハ学院を持っていたが、今は一校を残し閉鎖した。民間病院がセラピストを多
く採用していた時には人員削減を行い。今は一転して沢山の人材を採用し始めた。学院が閉鎖となってからである。
国試の合格率が驚くほど低い養成校や、逆に国試重視で実習などで問題となったことを解決することもなく淡々と卒
業させている養成校の話しも聞くことがある。リハ教育の段階で関わる術が今はない。出来ることは臨床の場で教育
をして行くこと。確かに若年者の教育は急務である。だが一方で中堅や部門の責任者を育成することに手が付けられ
ていない。これらは機構の昇任や異動などのシステムとも関連する。また、リハビリが生きて生活をすることを支援
することと、今日の入院生活で安全を確保しなければならないことがもたらす生活感の乏しさは折り合いが悪い。今
回は筆者が勤務している九州でスタッフへの調査を行うので併せて報告する予定である。

S17-4 がんリハビリテーションの診療における現状と課題

○
お ば ら のぼる

小原 登
NHO 北海道医療センター リハビリテーション科

がんは 1981 年以来、日本人の死亡原因の第 1位となり年間死亡者数の約 1�3 を占めるが、がん治療の進歩により生存
率は大幅に向上し長期生存例が急速に増加している。がんリハビリテーションは 1981 年に J.Herbert Dietz が提唱し
た予防的、回復的、維持的、緩和的という分類を基に考えられる。がんの直接的影響や手術・化学療法・放射線治療
などの治療過程において生じた障害を対象としてADLだけではなくQOLの維持・向上に寄与している。2010 年度
診療報酬改定において「がん患者リハビリテーション料」が保険収載されたが、医師、看護師、セラピストが研修を
受講することが施設基準の要件となるために算定できる施設は限られている。また、リンパ浮腫治療に関する算定、
包括医療となる緩和ケア病棟・ホスピスでのリハビリテーション料が算定できない等の診療報酬の問題がある。がん
リハビリテーションは歴史が浅く、エビデンスの形成は不十分であり、標準的な治療指針の構築は発展途上にある。
今後は多施設におけるランダム化比較試験など質の高い研究の計画・実践を推進し、エビデンスに基づいたガイドラ
インの策定が求められる。
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S17-5 病棟配置における現状と課題

○
なかがわ まこと

中川 誠、岡田 久、奥田 聡
NHO 名古屋医療センター リハビリテーション科

1．はじめに名古屋医療センターでは，病院目標である急性期リハビリの充実を推進し，平成 24 年より大幅な増員の
もと病棟配属型のリハビリテーションを行っている。平成 26 年 4 月現在，理学療法士 23 名，作業療法士 10 名，言語
聴覚士 13 名，マッサージ師 1名の合計 47 名で救急救命センター，神経内科，整形外科，脳神経外科，心臓血管セン
ター，呼吸器科の 6病棟に専従の療法士を配置し診療にあたっている。ここでは，病棟配置における現状と課題を当
院での取り組みをもとに報告する。2．病棟配属型リハビリ従来型のリハビリでは，病院の一角にリハビリ室を置き，
患者を送迎することで集約的に行われてきた経緯がある。しかし，この「集約型リハビリ」では送迎に時間と労力を
要する他に，病棟との情報共有が図りにくいという問題点がある。「病棟配属型リハビリ」では，その多くは病棟で行
い（現在、約 8割が病棟での診療），各病棟の患者は，すべて病棟配属の療法士が担当するため，日常の臨床場面にお
ける情報の共有が最大のメリットとなる。医師，看護師との情報共有は以前と比べて非常に効率が良くなっており，
急性期病院でのチーム医療の形となっている。3．課題 チーム医療としてスタッフの病棟配置は，急性期病院におい
ても主流となりつつあるが，その一方で療法士が個々で動く時間が多くなることで，専門性の確保、教育という面で
の課題がある。病棟毎のカンファレンス，リハビリ科内でのミーティング，症例検討などを通して専門性の向上を図
ることが必須となるが，今後は，療法士間の枠を超えて各病棟での急性期医療を担うコ・メディカルスタッフの育成
をシステムとして確立していくことが急務である。
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東日本大震災から 3年半が経過しました。東日本震災では広域にわたり大規模な災害が発生したため、さまざま
な時期にさまざまな組織からさまざまな形で医療支援が行われたことはまだ記憶に新しいところです。
今回の未曾有の災害現場における医療支援を通じ、われわれは、異なる組織から派遣された多くのチームが現場
活動に従事すればするほど、現場チーム間での情報交換と情報共有は欠かせないこと、そして、それは医療チー
ムの間だけでなく、医療・消防・警察・行政など組織相互においても必要となることを学びました。そして、改
めて「大規模災害に対する平時からの備えと対応力の向上」が喫緊の課題であることを認識しました。
大規模災害の現場において、複数のチームが適切な活動を行うのに不可欠な情報の交換と共有、そして複数の組
織の連携は時として非常に難しくなるといわれています。今回のシンポジウムのテーマは、「災害医療における
多面的な連携」といたしました。「多面的な連携」とは、既存の設備、組織やチームに防災・減災機能を付加し
たり、わずかな改良や運用の改善を図ったりして、それを平時から活用し連携・調整することによって、結果的
に災害対応力を向上させる取組みのことです。取組みの種類には、ハード・ソフト両面がありえますし、また、
すでに防災・減災機能を含む複数の主たる機能を有する組織が当該防災・減災機能の効果をより高めるための
工夫により地域防災力を向上させる場合もあると思います。
今回のシンポジウムは、厚生労働省、国立病院機構、災害拠点病院、災害医療コーディネーター、横浜市といっ
た組織も立場も異なる 5名の方々をシンポジストとしてお招きしました。各シンポジストの立場から「多面的な
連携や調整への取り組み」について御発表頂き、 今後の災害医療のあり方に関して議論を深めたいと思います。

シンポジウム-18 災害医療における多面的な連携
座長：古谷 良輔 NHO 横浜医療センター 救急部長・救命救急センター長

S18-1 医療行政の立場から：国としての災害時医療の戦略・連携・サポートについて
西嶋 康浩 厚生労働省 医政局

S18-2 国立病院機構の災害医療に係る取り組みと連携について
吉住奈緒子 NHO 本部

S18-3 神奈川県および横浜市災害医療コーディネーターの立場から：医療救護活動の総
合的調整について
森村 尚登 横浜市立大学大学院 医学研究科

S18-4 災害医療における多面的な連携 災害拠点病院の立場から：大阪府における災害
時地域連携の取り組みについて
若井 聡智 NHO 大阪医療センター

S18-5 災害時における医療と行政との連携：横浜市の取り組みについて
黒岩 大輔 横浜市健康福祉局 医療政策室
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S18-1 医療行政の立場から：国としての災害時医療の戦略・連携・サポートにつ
いて

○
にしじま やすひろ

西嶋 康浩
厚生労働省 医政局 地域医療計画課 救急・周産期医療等対策室

災害医療については、災害拠点病院とEMIS（広域災害・救急医療情報システム）の整備、DMAT（災害派遣医療
チーム）の養成などを行ってきた。
災害医療支援機能を有し、24 時間対応可能な体制をもつ災害拠点病院が、全国で 662 指定されている。その指定に

関して、「災害時における医療体制の充実強化について」（平成 24 年 3 月 21 日医政局長通知）を発出して要件の見直し
を行い、体制を強化してきている。
DMATは、自然災害や人為災害時等に被災地に迅速に駆けつけ、救命医療や医療施設の支援、傷病者の医療搬送等

の活動を行う。厚生労働科学研究において、南海トラフ地震の被害想定を踏まえた災害の初動期に必要なDMATが
1,392 チームと推計されており、今後も計画的にDMATを養成する必要がある。
超急性期後における救護班の活動については、東日本大震災において、調整を行う組織の立ち上げに時間がかかり、

受入態勢が十分でなかった事例があったことから、救護班の派遣調整等を行うためのコーディネート機能について体
制整備を求めてきた。これまでに、地域の医師等が災害医療コーディネーターに委嘱されてきているが、業務の標準
化のため、国立病院機構災害医療センター、日本医師会、日本赤十字社の協働のもと、今年度より都道府県災害医療
コーディネート研修を開催する予定である。
これら体制強化に向け、課題のさらなる検討等をすすめており、最近の動向について紹介したい。

S18-2 国立病院機構の災害医療に係る取り組みと連携について

○
よしずみ な お こ

吉住 奈緒子
NHO 本部 医療部 医療課

国立病院機構は災害対策基本法に定める指定公共機関であり、同法により防災業務計画の作成が義務付けられている。
また、国立病院機構法や国立病院中期目標・中期計画でも災害発生時の適切な対応が求められており、災害対応は国
立病院機構の本来業務の一つであるといえる。こうした立場から、これまでも地震等の災害時に医療者の派遣等の対
応をしてきており、東日本大震災においても、DMAT、医療班、及び心のケアチーム等の被災地への派遣や、被災地
病院の入院患者の移送などを行い、被災地・被災者の医療救護に大きく貢献してきた。更に、この経験を踏まえ、平
成 24 年 8 月に防災業務計画を改正し、国立病院機構における災害医療体制の再構築や、初動医療班の整備等を行った。
国立病院機構内及び関係機関との連携については、平時から情報の収集・連絡体制や関係機関等との協力体制を構築
しておくこととなっており、災害発生時においては、全ての情報を機構本部に設置する災害対策本部に一元化し、災
害対策本部が政府やDMAT事務局、各防災関係機関等との連絡調整に当たることとなっている。また、現地において
は、機構の現地災害対策本部が、災害対策本部の指示を受け、被災都道府県災害対策本部や保健所、市町村の被災災
害医療対策会議等との連絡調整の業務に当たる。こうした連携の下、初動医療班、医療班はDMAT等と協働して医療
救護活動を実施することとなっている。
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S18-3 神奈川県および横浜市災害医療コーディネーターの立場から：医療救護活
動の総合的調整について

○
もりむら な お と

森村 尚登
横浜市立大学大学院 医学研究科 救急医学

【背景】東日本大震災以降、従来の日赤やDMATなどを中心とした被災地域外からの支援体制に加えて被災地域内災
害医療体制強化と受援時調整の重要性が強調されている。被災・支援時の医療救護の受入・派遣調整、傷病者の搬送
調整等の機能強化の一環として、2012 年 12 月に神奈川県は災害医療コーディネーターを、2013 年 4 月に横浜市は災
害医療アドバイザーを設置した。【県と市の取り組み】県が委嘱した 6名のコーディネーター（県医師会・県内 4大学・
災害拠点病院医師）と行政担当部門により行政会議体の再編が検討され、『災害発生時や平時における災害時医療救護
体制全般に関する活動及び災害医療に関する人材育成、研修、訓練等のあり方等の検討』のため、2013 年 8 月に神奈
川県災害医療対策会議が設置された。同会議において 4つの部会（医療救護体制部会、医療活動部会、人材育成部会、
ロジスティック部会）が組織化された。部会員は、医師会、病院協会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、日赤、県
保健福祉事務所、災害拠点病院、消防、県警、海上保安庁、自衛隊等から構成される。市の委嘱を受けた 6名のアド
バイザー（市医師会・市内救命センター医師）は、市防災計画修正に伴い、市健康福祉局医療政策室とともに災害医
療体制の見直しを図ってきた。また市内 18 区の災害医療連絡会議に参加し、区同士の体制の整合性と協働体制の強化
ならびに区災害医療アドバイザーとの連携等に係る助言を行っている。【結語】災害医療コーディネーターを組み込ん
だ行政組織は、災害サイクルのすべての期における迅速かつ的確な課題抽出や計画立案に寄与し、医療救護活動の総
合的調整を可能にする。

S18-4 災害医療における多面的な連携 災害拠点病院の立場から：大阪府におけ
る災害時地域連携の取り組みについて

○
わ か い あきのり

若井 聡智
NHO 大阪医療センター 救命救急センター

当大阪医療センターは大阪市のほぼ中央に位置し、大阪府庁をはじめ主な公共機関に近接にしている。そのため災害
時には当センター担当者が府対策本部に即座に参集し、他機関と連携して災害対応する計画となっている。また災害
時連携には、平時からの連携・相互理解が重要と考え、災害訓練・災害医療教育を積極的に取り組んでいるので紹介
する。1．救急・救助隊との連携災害訓練に加え、日常的な勉強会を 11 年間で 45 回開催して連携を強化している。具
体的には、消防関係者以外に看護師などが参加して、CSRM訓練を行い、被災者の最適な救出方法の研究などを行っ
た。消防学校救助専科での災害教育も行っている。2．警察との連携大阪府警機動隊に対して災害医療講義・DMAT
の紹介などを行っている。3．当院の災害訓練 15 年以上にわたり、災害訓練を行っている。近年の参加者は 600 人を
超え、当センターの全職種・大阪府内と国立病院機構DMAT・消防機関が参加している。当センターは二次被ばく医
療機関であるため、平成 22 年度から国立病院の放射線技師と連携して、放射線災害を想定した訓練を開始した。事前
の訓練により、福島第 1原発事故関係者への対応に大いに役立った。4．近畿ブロック内での災害医療支援災害対応に
精通していない他の国立病院がDMATの支援を受けるまでの間の自助、またDMATの受援が円滑にできるように
災害医療講義・EMIS 指導・災害訓練の実施・災害マニュアルの作成・院内設備に関する助言を行っている。まとめ
災害時連携のために、平時から行っている災害訓練・災害医療教育を報告した。
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S18-5 災害時における医療と行政との連携：横浜市の取り組みについて

○
くろいわ だいすけ

黒岩 大輔
横浜市健康福祉局 医療政策室

東日本大震災での医療支援活動で得られた教訓や、災害医学に基づく医療活動の考え方を踏まえ、横浜市防災計画の
見直しを実施した。（1）災害医療における指揮体制：震災発生時は指揮統制機能や連絡体制の分断により、組織的な
医療救護活動が不全に陥る危険性が極めて高く、指揮体制の確立が何よりも重要である。市災害対策本部に設置する
医療調整チームが、各区と連携しながら災害医療の総合調整及び指揮命令を司る仕組みを構築した。（2）災害医療に
おける活動体制：医療調整活動専用の非常用通信手段（衛星携帯及びMCA無線）を行政間だけでなく、医療関係団体
や病院等にも配備し、連携体制を確保した。また、多数の負傷者等が発生した場合は、医療提供における需要と供給
のバランスが崩壊するため、医療資源の総力を結集し対処する必要がある。そのため、負傷者等の緊急度や重症度に
応じた医療提供体制を構築した。さらに、1隊 5人程度（医師、看護職、薬剤師、業務調整員）を基本とする医療救護
隊を編成し、避難所等で負傷者の状況把握をするとともに、主に軽症者に対する応急医療を行うこととした。（3）医
薬品等の備蓄及び供給体制：医薬品等の備蓄としては、全避難所に応急手当用品（消毒液、包帯、絆創膏等）を配備
するとともに、指定薬局等に医療救護隊用の医薬品等を循環備蓄した。また、備蓄医薬品等が不足する場合は、薬剤
師会及び医薬品卸会社との協定に基づき、医薬品等の供給及び運搬を要請する。今後は、非常用通信機器を活用した
訓練や災害医療に関する会議等の開催を重ね、平時からの顔の見える関係を構築することが重要と考えている。
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座長のことば

近年、情報技術やデータ基盤整備の向上により、ビッグデータの活用可能性が飛躍的に拡大し、提供する医療や病院運営などの意思決定に活用できるように
なりました。国立病院機構では平成 22 年度よりDPC・レセプトデータを法人で一括して収集・分析する仕組みを構築し、医療の質や病院経営などに必要な様々
な分析を行い、各病院にフィードバックしています。このような仕組みを法人全体で構築し、医療の質の均てん化や適正な病院経営を目指すべく実践している
団体は我が国にはほとんどありません。
今回のシンポジウムの冒頭では、がん医療について取り上げます。がん医療は政策課題にもなっており、研究や治療も進歩している一方で、患者の高齢化な
ど患者像も変化してきています。最近のがん治療をとりまく状況を踏まえ、がん診療の質の評価についてご報告します。
国立病院機構では、平成 22 年度より、DPC・レセプトデータを活用し、臨床現場に対するデータ収集・分析の負担を最大限に軽減した臨床評価指標（87 指標）
を開発し、法人内の医療の質の計測を行ってきました。この 87 指標もだいぶ定着してきたことから、更なる質の向上を目指し、一昨年度より PDCAサイクルに
基づく臨床評価指標の運用の実践をはじめています。これは、計測結果を基に病院で問題点を抽出し、改善策を立案・実行します。一方で総合研究センターで
は、病院で実践した医療を反映したDPC・レセプトデータを分析し、現場にフィードバックすることで、PDCAの C（Check）の部分をサポートします。この
ように病院と総合研究センターがそれぞれの強みを生かして連携することにより、タイムリーな PDCAの展開を実現しています。シンポジウムの中盤では、
PDCAを現場で実践する病院とデータを分析する総合研究センターの立場から PDCAサイクルに基づく臨床指標の運用の実際についてご報告します。
運用している 87 指標は、4年目を向かえ様々な課題もみえきており、現在、現行指標の修正や新規導入などの見直し作業を行っております。シンポジウムの
最後では、この見直しに関するご報告もいたします。
臨床指標による医療の質の評価がわが国において定着してきている今、更なる発展を遂げるため、フロアの皆様方とご一緒に活発な議論が展開できますこと
を期待しております。

シンポジウム-19 国立病院機構における臨床評価指標のこれから
座長：伏見 清秀 NHO 本部 総合研究センター 診療情報分析部長

岡田 千春 NHO 本部 病院支援部長

S19-1 がん診療の質の可視化・評価のこれから
東 尚弘 国立がん研究センター

S19-2 国立病院機構における医療の質改善プロジェクト
本橋 隆子 NHO 本部

S19-3 PDCA研究の実践から見えてくるもの
藤内 智 NHO 旭川医療センター

S19-4 障害者医療を中心とする小規模病院におけるPDCAに基づいた医療の質改善の
取り組み
櫃本 富一 NHO あわら病院

S19-5 EBM推進研究とEBM、そして標準臨床
尾藤 誠司 NHO 東京医療センター

S19-6 国立病院機構における臨床評価指標事業見直しの取り組み
森脇 睦子 NHO 本部
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超高齢社会の到来により、一般病院で入院治療を受ける高齢患者の割合は増加の一途を辿っている。
高齢者の入院では、これまでの生活環境と異なる環境への適応困難、せん妄や認知症の悪化、感染症、肺炎等による入院の
長期化等の問題が発生しやすい。
施設によっては認知症看護認定看護師、老人看護専門看護師等が様々な看護の課題に対して専門的に対応できるよう努めて
いる。
その一方で、一般病院に勤務する多くの看護師は、身体疾患の治療目的で入院する高齢者や認知症患者に対して、「安全確保」
と「患者の尊厳を守る」こととの狭間で倫理的ジレンマを感じ、 どの様に対応し看護すれば良いか苦慮している声も聞かれる。
人生の先達である高齢者の尊厳を守りかつ適切な医療を提供し、入院前の生活の場へ戻ることが出来るよう支援することが
看護師には求められており、ますます、基礎教育の段階から高齢者の尊厳についての教育が重要となっている。
高齢者は入院前の生活の場に戻ったとしても、日常生活レベルが入院前の状態に戻ることは少なく、介護を要することが多
い。そのため、地域においては老老介護や独居高齢者の介護の問題も生じている。

本シンポジウムでは病棟や外来、地域連携、看護学生への教育等の場面で、高齢者の増加から考えられる問題、高齢患者の
理解と看護のあり方、これからの課題についてシンポジストの皆さまからご意見を頂き検討できる場としたい。

このシンポジウムが、日々の看護に従事する方々の糧となり、明日からの高齢者看護の発展につながれば幸いです。

シンポジウム-20 患者の尊厳を守る～超高齢者社会を踏まえて～
座長：町屋 晴美 国立長寿医療研究センター 副院長・看護部長

寺西 正美 NHO 静岡医療センター 看護部長

S20-1 臨床における高齢者看護の倫理的課題
高梨 早苗 国立長寿医療研究センター

S20-2 「急性期病院における外来と在宅の連携」生きること暮らすことの支援過程
盛 真知子 NHO 東京医療センター

S20-3 高齢者への訪問看護の現場から
島田 珠美 医療法人誠医会 川崎大師訪問看護ステーション

S20-4 老年看護学教育の現場からみた課題
松山みどり NHO 静岡医療センター附属静岡看護学校
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S20-1 臨床における高齢者看護の倫理的課題

○
たかなし さ な え

高梨 早苗
国立長寿医療研究センター 看護部

現在、急性期医療の場において、高齢者が望む医療を提供されているだろうか。病状悪化や治療目的で入院した高齢
者の病状や治療に関する説明は家族にされ、治療方針は家族と医療者で決定され、治療後の療養場所の選択も家族が
中心となり、決められる。つまり高齢者本人よりも家族の意向が尊重されることが多々あり、高齢者が認知症を有し
ている場合は、その傾向が特に強い。これらの背景には、「高齢者には難しい話は分からない」「高齢者に話を聞いても
うまく話せない」といった高齢というだけで画一的に捉えたり、認知機能低下への偏見があったり、また「老いては
子に従え」という考え方が高齢者自身にもあり、そのため自分の思いを伝えていない、といったことがある。また、
日常のケア場面において、高齢者の尊厳は重視されているだろうか。「もう食べない」と口を閉じている高齢者に対し、
「頑張ってご飯を食べましょう。あと一口、もう一口」と介助していたり、「お風呂に入りたくない」と言っている高
齢者に「体をきれいにしたほうがいいですよ。さっぱりしますから」と入浴をすすめたり、といった光景を目にする。
食事や入浴をすすめている人は、高齢者の栄養状態や衛生面を考え、善いことと信じて高齢者に関わっているが、高
齢者の意思といった視点からみると、果たして「善いこと」だろうか。今回、以上のような臨床場面の中で起こって
いる倫理的な課題に気づき、介入した実践をもとに、高齢者看護の倫理的課題について考えていきたい。

S20-2 「急性期病院における外来と在宅の連携」生きること暮らすことの支援過程

○
もり ま ち こ

盛 真知子
NHO 東京医療センター 看護部 地域連携係 在宅医療支援室

独立行政法人国立病院機構東京医療センターは人口約 48.8 万人の 2次医療圏で救急医療と急性期医療を担う総合病
院である。良質な医療・看護を受けた患者へ適切に早期退院支援をすることが求められる。近年、退院調整看護師が
担当する患者は退院困難要因の医療依存度の高い、高齢・独居・認知症を有する状況である。退院調整看護師として、
急性期医療を受けたあとの患者状況を地域福祉サービス提供者らが不安なく介護の利用に繋げられるように整理して
情報提供し、自宅でも途切れなく医療や処置が継続できるように可能な限り簡素化して、再びわが家で暮らすこと、
自分らしく生きたいという希望や意思が尊重されることを目的に支援・調整している。高齢者の入院は、死ぬかもし
れないという思いの体験だと思われるが急性期を乗り越えたあとは再び生きる希望に変わる。しかし身体は介助を必
要とする機能の低下状態となっており、その変化は自立の喪失となる。今まで生きてきた価値観を変えて、暮らしぶ
りや自分らしく生きることを他者に頼る必要を認めなくてならない。特に、認知症・認知機能が低下した患者や家族
には現実の理解が困難であり、受けいれが容易ではない場合が多い。意思決定困難な認知症高齢患者や介護力がなく
認知機能の低下が懸念される家族の退院調整では、退院調整看護師が暮らしも安全、命も安定という目的と医療者と
しての価値観を一旦脇におき、その患者や家族の決定を認め尊重して支援する必要がある。患者・家族の価値観の世
界を認め地域の中で生きて暮らすことが実現可能な療養移行支援を心掛けていきたい。
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S20-3 高齢者への訪問看護の現場から

○
し ま だ た ま み

島田 珠美
医療法人誠医会 川崎大師訪問看護ステーション

訪問看護は、他のサービスと異なり、疾患によって医療保険の利用になったり介護保険の利用になったり、特定疾病
等の制度が利用できたりと、制度そのものが分かり辛く、利用者の病状やADLのみではなく、家族の介護力や介護事
業所等連携するサービスで行えることによっても提供する内容が変わり、具体的に何をしてもらうのか、サービス内
容そのものも、ケアマネージャーや利用者に分かり辛い上に、サービス提供者である訪問看護ステーションのスタッ
フが不足しており、供給量も少なく、あまり普及していない現状があります。地域包括ケアの時代、在宅医療が医療
政策の柱になっていく場合、在宅でも医学的管理が今以上に求められるようになります。（今年度から始まった褥瘡患
者の届け出は訪問看護ステーションにも義務付けられました。）それに伴い、訪問看護の担う役割も高まっていくと
思っております。強化型訪問看護ステーションではケアマネージャーと同じフロアで協同してケアを提供することが
必須となっており、在宅医療・ケアで期待されている役割は多岐に渡っています。このような状況の中、日本の約 147
万の看護職員のうち、訪問看護で働いているのは現在約 3万人（2％）しかいません。訪問看護師がもう少し増えない
と、これからの高齢社会は支えられないだろうと思います。訪問看護ステーション数は、ここ 2年増加の傾向ですが、
全国の訪問看護ステーションの平均常勤人数の 5人程度で、この人数で長期間 24 時間 365 日を担っていくのは困難で
あり、1ステーションの職員数を増やすことが急務と考えます。

S20-4 老年看護学教育の現場からみた課題

○
まつやま

松山 みどり
NHO 静岡医療センター附属静岡看護学校

急速な高齢化に伴い、老年看護に期待される役割と場は広がり、看護職に期待される役割と機能も多様になってきて
いる。当校では、老年看護学実習の目標に、対象の特徴を理解することや高齢者に対して尊重した態度がとれること
をあげている。実習では高齢者を受け持つことできるが、その高齢者は加齢に伴う変化や多様な疾病を持ち合わせて
いる。しかし、高齢者と暮らす経験をしている学生は少なく、日常の中でも接触する体験が少ない現状である。その
ため、看護実践においてどのように接したらよいか戸惑うことも多く、高齢者とのコミュニケーションがとれない、
個別的なニーズや体調の変化を捉えられない、複雑な病態生理を理解することが難しい、臨床の場では対象そのもの
を観ず疾病中心に理解してしまう傾向にあり、対象の理解に問題が生じている。また、認知症を伴う対象であれば、
コミュニケーションが苦手な学生は、対象と向き合う前に認知症であることで対象をイメージしてしまう。また、実
習場は、高齢者の尊厳や権利が侵害されやすい状況が多々あり倫理的問題が多く潜んでいる。学生は実習経験が少な
いうえに倫理感性も低く倫理問題に自ら気づくことは困難な状況である。そのため、教員や指導者は、高齢者の理解
や関係形成に必要なコミュニケーションが図れるような指導や環境調整を行い、「その人をよく観る」ことを指導し、
倫理的問題に気づかせるために倫理カンファレンスを行ったり、意図的に倫理問題に気づかせる関わりや高齢者に対
する看護モデルを見せるという関わりが重要である。
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座長のことば

本邦では 2004 年に肺血栓塞栓症�深部静脈血栓症（静脈血栓塞栓症）予防ガイドライン発行および肺血栓
塞栓症予防管理料が創設された。使用できる抗凝固薬が未分画ヘパリンのみという制限された条件では
あったが、理学的予防法を中心とした予防策が多くの施設で実施されるようになり、国内における静脈血栓
症予防は大きく前進した。
それから 10 年が経過し、国内外では大きな状況の変化があった。欧米では定期的にガイドラインの改訂

が進み、本邦ガイドライン作成時に参考としたアメリカ胸部疾患学会のガイドラインはこの間に 3回の改
訂を行っている。国内でも低分子量ヘパリン、合成ペンタサッカライド、直接型選択性Xa阻害薬など複数
の新規抗凝固薬が上市され、欧米並みの多様な薬剤の使用が可能となった。しかし、国内でのガイドライン
の改訂は未だ実現しておらず、抗凝固薬の適応・不適応の決定を含め、混沌とした状況の中で各施設の診療
科毎に試行錯誤を重ねて対策を実施しているのが現状であろう。
そのような中で、より良い組織的な予防対策の実現に向けて、本シンポジウムでは先駆的に予防対策に取

り組まれている御施設から演者をお招きし、新しい知見や予防対策の工夫を共有させていただき議論を行
いたい。

シンポジウム-21 【安全管理】周術期肺血栓塞栓症の予防対策
座長：菊地 龍明 NHO 横浜医療センター�横浜市立大学附属病院 医療安全・医療管理学 准

教授

S21-1 周術期肺血栓塞栓症の予防対策「弾性ストッキング等、病棟での管理」
高橋 修二 NHO 仙台医療センター

S21-2 下部消化器手術 周術期の静脈血栓塞栓症予防
池田 正孝 NHO 大阪医療センター

S21-3 急性肺塞栓症予防のための深部静脈血栓症に対する周術期治療戦略
戸口 幸治 国立国際医療研究センター

S21-4 EBM研究による人工関節置換術後の肺塞栓症の予防
本川 哲 菅整形外科病院

S21-5 ACCPガイドラインを考慮した周術期静脈血栓症予防マニュアル作成
岩出 和徳 NHO 横浜医療センター
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S21-1 周術期肺血栓塞栓症の予防対策「弾性ストッキング等、病棟での管理」

○
たかはし しゅうじ

高橋 修二
NHO 仙台医療センター 循環器・心臓血管外科・内分泌代謝病棟

肺血栓塞栓症の発症率は増加傾向で死亡率は高いが、各職種が連携して予防策に取り組むことにより、早期予防・発
見に繋がる。当院では、肺塞栓防止ワーキンググループが、各部門に情報共有と予防策を働きかけてきた。医師は、
DVT�PEリスク評価表を用いて入院時・周手術期・状態変化時にアセスメントを実施し、評価点数に応じた予防策を
講じている。検査科は、Dダイマー値で高値を示した際に、主治医へ連絡し諸検査に繋げている。この中で看護師の
役割として、肺血栓塞栓症リスクが高くなる周手術期において、そのリスクを把握し、症状観察を行い、患者の状態
に応じた予防策を適切に管理することは、肺血栓塞栓症の早期予防発見に重要である。肺塞栓ワークショップの中で
職員教育を行い、看護師が検査値と呼吸・下肢症状を関連付けて観察し、症状出現時は医師へ報告、諸検査を実施す
る体制を作った。実際に早期発見に繋がった症例は少ないが、目的を持ち観察することが早期予防発見に繋がると考
える。同時に、予防効果を高めるために弾性ストッキング等の装着状況を把握し、しわやたるみ、締め付けによる皮
膚トラブルを 1日 1～3回観察し、適切に装着されているか確認している。離床が停滞している患者に対しては、ベッ
ドサイドでの下肢の運動をパンフレットを用いて実施し、下肢の循環障害の改善を図るとともに、早期離床を促して
いる。これらの取り組みの中で、患者の状態変化に伴う予防策をタイムリーに実施するために、看護師と医師がどの
ように情報共有を行っていくかが課題となっている。より効果的な肺血栓塞栓症予防に関して、他職種との連携や看
護師の役割について意見交換を行いたい。

S21-2 下部消化器手術 周術期の静脈血栓塞栓症予防

○
い け だ まさたか

池田 正孝、前田 栄、原口 直紹、山本 和義、三宅 正和、浅岡 忠史、大宮 英泰、
西川 和宏、宮本 敦史、宮崎 道彦、平尾 素宏、高見 康二、中森 正二、関本 貢嗣

NHO 大阪医療センター 外科

【はじめに】2004 年に肺血栓塞栓症�深部静脈血栓症（静脈血栓塞栓症）予防ガイドラインが発行されて 10 年がたつ。
その間、静脈血栓塞栓症（VTE）予防管理料が保険適応となり、理学療法の普及がすすんだ。さらに、新規抗凝固薬
としてフォンダパリヌクス、エノキサパリンの予防使用が可能となった。【当院での取り組み】当科での下部消化管の
大腸がんなどの高リスク手術群におけるVTE予防対策を紹介する。術前の問診によるVTEの既往、血栓性素因の有
無、VTE家族歴などをチェックする。術直前より弾性ストッキング着用と、術中の下肢間欠的空気圧迫法（IPC）の
施行。術後は引き続き IPCを第一歩行まで行っている。術後出血の危険性が低いと判断された場合は、手術後 24 時間
後からフォンダパリヌクスの投与を開始。1日 1回皮下注、4日間続ける。80 歳以上の高齢者、腎機能低下、低体重
（40kg 以下）の場合は 1.5mg 投与とした。【結果】当院で 2013 年 3 月までに 362 例のフォンダパリヌクスの投与を行っ
た。肺塞栓症の発生はなく、致死性の出血も認めなかった。術後大出血の頻度は 0.6％、小出血は 9.9％であった。IPC
のみでVTE予防を行った症例 591 例との比較では、小出血の頻度が有意に高値であったが（9.9％ vs 3.0％：p＜
0.0001）、大出血の頻度（0.7％）は差を認めなかった（p＝0.8138）。その他の合併症においても差は認めなかった。【結
語】当院での下部消化管症例、高リスク群でのVTE予防の成績を示した。術後高リスク群における薬物予防は小出血
の増加を認めるが、安全性に行えると示唆された。VTE予防に対する有効性に関してはさらに症例をふやす必要があ
る。



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

326 Yokohama, November 14-15, 2014

S21-3 急性肺塞栓症予防のための深部静脈血栓症に対する周術期治療戦略

○
と ぐ ち こ う じ

戸口 幸治、福田 尚司、藤岡 俊一郎、陳 軒、森村 隼人、王 志超、橋本 昌典、
村上 友梨、保坂 茂

国立国際医療研究センター 心臓血管外科

日本循環器病学会のガイドラインによると手術中 2.8％の頻度で肺塞栓症が発症すると言われている。また、周術期に
肺塞栓症（PE）を発症すれば、PCPS挿入などの速やかな対応をとらなければ、致命的合併症となりかねない。その
ため、PE予防のための深部静脈血栓症に対する抗凝固療法や術前の IVCフィルター挿入などの症例に応じた治療戦
略が必要である。我々は、昨年、整形外科手術時に PEを発症し、速やかな PCPS挿入にて救命できた症例を経験した。
以後、各科（整形外科、産婦人科、腹部外科）に術前にD�Dimer を測定してもらい、D�dimer 上昇症例には術前CT
にてDVTの有無を必ずチェックし、DVTが発見されれば速やかな抗凝固療法を開始し、ヘパリンなどの薬剤が有効
血中濃度に到達することを確認している。さらに、腸骨静脈から大腿領域のDVTでは、積極的な IVCフィルター挿
入を PE予防戦略としている。しかしながら、以前に真性多血症の症例に対し、IVCフィルター挿入を行い、フィルター
血栓症のため IVC閉塞をきたしたこともあり、IVCフィルターの挿入に関しては、依然議論の余地が残されていると
考えられる。今回、2009 年以降、IVCフィルター留置術を当科で行った 67 例を検討した。外科手術前挿入が 44 例
（66％）を占めていた。また、35 例（52％）で PEが認められていた。PEを起こしていた症例では、腸骨静脈領域が
全体の 20％、大腿静脈領域が 63％とであった。腸骨静脈・大腿静脈領域のDVTは IVCフィルター挿入が有効と考え
られた。【結語】今後とも、PEに対する周術期治療戦略を整え、当科だけでなく病院レベルで考えていくことが必要
と思われる。

S21-4 EBM研究による人工関節置換術後の肺塞栓症の予防

○
もとかわ さとる

本川 哲１、右田 清志2、山口 貴之2、浅原 智彦2、尾藤 誠司3、中村 真潮4、宮田 茂樹5

菅整形外科病院 整形外科1、NHO 長崎医療センター2、NHO 東京医療センター3、三重大学 循環器内科4、
国立循環器センター5

【目的】周術期の合併症として深部静脈血栓症に引き続き起こる肺血栓塞栓症がある。今回EBM研究として下肢人工
関節置換術後の深部静脈血栓症（DVT）予防として fondaparinux（Xa）、低分子ヘパリン（LMWH）、低用量未分画
ヘパリン（UFH）を用いた抗凝固療法を行いその有効性と安全性、更にDVT発症のリスク因子について検討した。
【対象及び方法】平成 20 年 7 月～21 年 3 月までに国立病院関連施設で、下肢人工関節置換術を受けた患者 2162 例
（THA868 例 TKA1294 例）の術後DVTについてXa、LMWH、UFH、及び理学療法の 4群に分け前向き観察研究を
行った。診断は超音波検査で行った。患者背景として年齢、性、BMI、基礎疾患、手術要因として手術時間、出血量、
血液検査としてD�Dimer、HIT抗体を測定しDVT発症のリスク因子を多変量解析にて検討した。更に LMWHとXa
の予防効果を propensity score を用いて比較した。【結果】DVTの発症率はXA12.5％ LMWH19.5％UFH27.6％であっ
た。多変量解析ではXa使用群は非使用群に比べ有意にDVT発症を抑えた。更に propensity score を用いた LMWH
との比較でもTKAにおいてXaの優越性を認めた。輸血を要する出血リスクとしてXa が LMWHに比べTHAにお
いて高かった。PEの発症は 2例にみられたが致死的なものはなく改善した。【考察】海外では抗凝固薬の使用により
DVTの発症率は低下しているが日本において抗凝固薬を比較した報告は少ない。我々の結果ではXa、LMWH，UFH
の順に予防効果を認めた。また多変量解析の結果では抗凝固薬の中でXaだけが有意にリスクを下げることが証明さ
れた。一方Xa、LMWHが出血リスクを高めておりその至適容量について検討が必要である。
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S21-5 ACCPガイドラインを考慮した周術期静脈血栓症予防マニュアル作成

○
い わ で かずのり

岩出 和徳１、菊池 龍明1,2、鈴木 宏昌1、窪田 與志1、古谷 良輔1、清水 哲也1、奥野 紀彦1、
上條 晃1、戸田 修一1、山本 史1、平井 雅美1、斉藤 芳子1、井上 冨貴子1、近藤 秀二1、
小林 洋子1

NHO 横浜医療センター 静脈血栓塞栓症予防委員会1、横浜市立大学附属病院 医療安全・医療管理学2

静脈血栓塞栓症（VTE）の院内発症により、不幸な転帰をたどる患者も多い。欧米では、1980 年代から様々なガイド
ラインが上梓され、VTE予防がなされてきた。我が国でも、2004 年に「肺血栓塞栓症�深部静脈血栓症（静脈血栓塞
栓症）予防ガイドライン」が制定された。当院でも、2007 年から静脈血栓塞栓症予防チームを立ち上げ、ガイドライ
ンに準拠した院内マニュアルを作成しVTE予防に努めてきた。しかし、2004 年以降、我が国でも様々な抗凝固薬が保
険適応となり、欧米では 2012 年にはACCPのガイドラインも改定された。しかし我が国ではいまだガイドラインの改
訂はなされていない。今回、VTE予防マニュアルの改訂を行い、院内でのVTE予防対策を再検討したので報告する。
1）術前スクリーニング検査：改変Wells Score を用いVTEリスク評価を行い、術前スクリーニング検査フォロー
チャートを作成し、検査を進める。2）手術種別のリスク評価と予防方法の決定：予防リスク評価および予防指示表を
手術別に、腹部手術（外科・婦人科・泌尿器科）用、整形外科（人工膝・股関節置換術・大腿骨頸部骨折）用、帝王
切開用、腹部手術・整形外科（TKA・THA・HF）以外用の 4種類を作成。各手術別にリスク項目のスコアー化を行
い予防法の決定し、予防指示表にチェックし指示する。3）リスク評価・予防指示表は電子カルテ内の入院指示フォル
ダー内にあり、予防指示表作成により、肺血栓予防管理料算定が医事課に伝達される。また、ガイドライン周知を目
的とした院内勉強会を医師対象：年一回、看護師対象：年二回行っている。2013 年から上記改訂マニュアルに沿った
VTE予防を行い、予防指示が入院全対象症例に適応されている。



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

328 Yokohama, November 14-15, 2014

座長のことば

内視鏡外科手術は、約 25 年前に始まった比較的新しい技術です。開腹手術に比較して腹壁破壊が少ないため、患者
さんの身体的負担が少なく、早期の術後回復が期待できます。創も小さく美容面にも優れています。同等の手術に比し
て保険点数が高く設定され、在院日数が短縮されるため、病院経営にも貢献しています。しかし一方で、技術的難度は
高くなり、手術関連合併症の頻度は高くなっています。これら利点欠点を理解しつつ、内視鏡外科の技術は急速に進歩
し、ほとんどすべての領域で内視鏡外科手術が行われるようになりました。手術によっては開腹手術ではなく、内視鏡
手術が標準手術となっているものも数多くあります。さらに最近では、ロボットを使用した手術も行われるようにな
り、欧米での前立腺手術はロボット手術が標準術式とされるまでになっています。本邦でもロボット手術は今後急速に
広まると予想されます。このような技術的進歩により多くの患者さんが恩恵を受ける反面、未熟な技術の外科医により
難度の高い内視鏡手術が行われ、患者さんが不幸な転帰をとることもまれながらあり、社会問題ともなっています。
手術手技研鑽のために内視鏡外科医を対象とし、動物を使用したアニマルラボがあり、手術手技向上の一助となって
います。通常は医師のみの研修のことが多いのですが、国立病院機構では、チーム医療を育て医療安全を図る意味で医
師だけでなく手術室看護師、臨床工学技士も内視鏡手術アニマルラボ研修に参加できる様にしています。今回の学会の
メインテーマでもある「明るい未来の医療」を構築するためには内視鏡手術は他職種との連携によるチーム医療が不可
欠と考えます。
本シンポジウムでは、理想的な内視鏡外科手術の形を明らかにしたいと考えております。是非、多くの方々に参加し
ていただき、それぞれの立場から意見を述べていただきたいと思います。

シンポジウム-22 内視鏡外科・ロボット手術を推進するチーム医療としての
研修の理想の形を求める
座長：松本 純夫 NHO 東京医療センター 名誉院長

関戸 仁 NHO 横浜医療センター 統括診療部長

S22-1 セミナー受講生の立場から考える研修の理想型とは
山本 悠史 NHO 横浜医療センター

S22-2 腹腔鏡下大腸手術を推進するチーム医療としての研修の理想の形を求める
金澤 秀紀 NHO 相模原病院

S22-3 内視鏡外科手術研修とチーム構築：良質な医師を育てる研修を通して
内藤 稔 NHO 岡山医療センター

S22-4 看護師・JNPとして腹腔鏡手術トレーニングに参加して
松村 美絵 NHO 東京医療センター

S22-5 質の高いシミュレーション環境でめざす内視鏡外科・ロボット手術研修の理想形
磯部 陽 NHO 東京医療センター
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S22-1 セミナー受講生の立場から考える研修の理想型とは

○
やまもと ゆ う じ

山本 悠史、関戸 仁、松田 悟郎、齊藤 修治、清水 哲也
NHO 横浜医療センター 外科

外科 1年目の秋、急性虫垂炎、鼡径ヘルニア、胆のう結石症の手術にも少しずつ慣れてきた頃、国立病院機構の良質
な医師を育てるセミナーへの参加の機会を得た。豚を用いた腹腔鏡下手術のセミナーということであり、参加した。
1泊 2日と短い期間であったが、初日に座学での豚の解剖とドライボックスによるトレーニングをし、2日目に実際に
豚を用い、腹腔鏡下手術の研修を行った。外科 1年目でまだまだ手術の件数も少ない中、指導医の元、解剖が人間に
近い豚で、繊細かつ大胆に手術の研修を行うことができた。それまでは上級の医師が使用しているのを見ているだけ
であった、様々な器械を惜しみなく、使用することができ、器械の操作方法、重み、感触等を味わうことができた。
また、執刀医だけではなく、普段はやらない第一助手や器械出しといった役割も経験し、手術をスムーズに行う上で、
それぞれの役割で注意すべきこと等を実感して、学ぶことができた。セミナーには初日の最後に交流会があり、他病
院の同学年の医師を始め、コメディカルの方々とも親睦を深められた。
私はセミナーの 1受講生という立場であるが、国立病院機構のセミナーを受講した経験を踏まえ、今後の研修のあり
方について述べたい。

S22-2 腹腔鏡下大腸手術を推進するチーム医療としての研修の理想の形を求める

○
かなざわ ひ で き

金澤 秀紀、大越 悠史、林 祥子、中込 圭子、細谷 智、飯塚 美香、根本 昌之、
坂本 友見子、石井 健一郎、井上 準人、金田 悟郎

NHO 相模原病院 外科

当科では年間手術件数は 700 件でそのうち約 300 件は鏡視下手術を行っている。そのうち 120 件は大腸手術で、急性
虫垂炎も含め、全ての大腸疾患の専門的外科治療は、指導医、主治医と担当医からなる大腸外科チームで行う。外来
初診から術前検査・入院・手術・術後管理、さらに退院後は医療連携も含めてサーベイランスによる経過観察ととも
に、進行、再発大腸がんにおいても全身化学療法、放射線療法から緩和医療まで一貫して行える体制になっている。
2004 年から新医師臨床研修制度が開始され、深刻な医師不足が外科に及び、臨床教育にも大きな変化が求められた。
さらに外科は専門性が問われ、技術認定医制度が発足。腹腔鏡手術がその治療の中心となった。問題となったのは教
育システムで、器具を通して伝わってくる感触を「触覚」に翻訳して手術を教えなくてはならない。当院でも大腸手
術の 90％以上が腹腔鏡手術となったが、その安全性の向上のためにはチームでの教育体制が必須であり、術式の標準
化が求められた。各術式ごとに術者・助手・スコピストの役割を細かいステップに分け、術者とはペアリングシステ
ムを導入、場の共有を生かし、同じ場の展開ごとに指導する。それによって精度が増し、術者と助手の協調操作によ
る適切な術野展開のもとに的確なカンシ操作、正確な手術を安全かつ確実に行えるようになる。外科後期研修プログ
ラムでは、3年目までに腹腔鏡で虫垂切除、回盲部切除、S状結腸切除、右半結腸切除を行う。早くから腹腔鏡手術に
着手させ、チーム医療を向上させるとともに教育システムをつくり、よき指導者の育成とともに術式の定型化、医療
スタッフ全体のチーム医療をめざす必要がある。
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S22-3 内視鏡外科手術研修とチーム構築：良質な医師を育てる研修を通して

○
ないとう みのる

内藤 稔、太田 徹哉、國末 浩範、秋山 一郎、柿下 大一、徳毛 誠樹、難波 圭、
山本 治慎、照田 翔馬

NHO 岡山医療センター

【はじめに】内視鏡外科手術は、2次元画像モニターを見ながら鉗子を用いて行う手術でHaptic（触覚）がないため、
視覚による補正が必要である。手術も、腹腔鏡（軟性・硬性）・モニター・気腹装置・録画装置・電気メス・超音波凝
固切開装置・Vessel Sealing Systemなど多くの準備・配置が必要である。このような背景から内視鏡外科手術は、
チームとして習熟する必要がある。特に、手術支援ロボット（Da Vinci）はさらに準備が重要で、より緻密なチーム作
りが必須である。【研修方法】内視鏡外科手術の研修には、ドライボックス・ウエットラボを用いた擬似練習と臨床現
場での研修の 2種類がある。ドライボックスはシンプルな練習ではあるがモチベーションの維持が難しい。ウエット
ラボはコストや研修場所の問題がある。臨床では、腹腔鏡下胆嚢摘出術から研修を行っていたが、縫合結紮の手技が
ない。そこで我々は、腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP）導入し、最初に取得すべき手術を腹腔鏡下胆嚢摘出術から
TAPPへと変更した。これに伴い、縫合・結紮手技が必須となり結果ドライラボでの練習が必要でモチベーション維
持につながった。【チーム構築】臨床現場では、医療安全の観点から誰が準備・機械出しを行っても同じように確実に
安全に行えなければならない。そのためには、準備・手技の統一が必要で、我々は手術ごとに道具・セットアップを
定型化している。これら研修を同時に行えるのが、NHO主催の良質な医師を育てる研修で、ドライボックスからウェッ
トラボ（豚を用いた研修）まで行え、しかも指導医・研修医・看護師 3名がチームとなって行うチーム医療としての
研修であり大変役に立っているので報告する。

S22-4 看護師・JNPとして腹腔鏡手術トレーニングに参加して

○
まつむら み え

松村 美絵１、磯部 陽2、石 志紘2、島田 敦2、大石 崇2、菊野 隆明1,3、松本 純夫2

NHO 東京医療センター クリティカルケア支援室1、NHO 東京医療センター 外科2、
NHO 東京医療センター 救命救急センター3

演者は 2003 年に入職し、外科病棟を 4年半、手術室を 2年半経験した後、クリティカル領域の JNP（Japanese Nurse
Practitioner）を目指し、2010 年に東京医療保健大学大学院看護学研究科に入学した。2012 年に卒業し、JNPとして復
職、1年間のローテーション研修を行った後、2013 年 4 月から外科専属として配属された。病棟勤務の頃には腹腔鏡
手術の周術期管理について学び、看護を提供してはいたが、実際に手術がどのように行われているのかなどは理解し
ていなかった。その後手術室看護師となり、実際に手術が行われている場面で直接介助や外回りといった看護業務を
行い、時には医師と共に腹腔鏡のトレーニングコースに参加し、実際に腹腔鏡手術を体験することで腹腔鏡手術の難
しさや直接介助としての看護師の役割を考えさせられた。また現在は JNPとして多くの手術に助手として参加し、ス
コピストを行ったり、手術創の真皮縫合を行っている。また、ドライラボを使用しての腹腔鏡手術手技を体験してい
る。JNPとして、術前から術中、術後と手術に関する全ての時間において患者と関わることができるようになった。
その中では病棟看護師の頃や手術室看護師の時の経験が活かされている。直接手術に参加することのない立場であっ
ても看護師の頃から医師と共に腹腔鏡トレーニングに参加できたことが看護をより充実させることができ、術者の行
う事を理解し手術に参加することには意味があると感じた。また、病棟看護師であっても腹腔鏡手術を経験すること
ができたらより周術期管理を行いやすくなるのではないかと考える。また、JNPとしてトレーニングに参加すること
は質の担保となり今後必要になってくると考える。
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S22-5 質の高いシミュレーション環境でめざす内視鏡外科・ロボット手術研修の
理想形

○
い そ べ よう

磯部 陽１、西原 佑一1、松村 美絵2、菊池 弘人1、川口 義樹1、徳山 丞1、大住 幸司1、
浦上 秀次郎1、尾本 健一郎3、石 志紘1、島田 敦1、松井 哲1、大石 崇1、松本 純夫1

NHO 東京医療センター 外科1、NHO 東京医療センター クリティカルケア支援室2、
NHO 東京医療センター 救急科3

【背景】当院は内視鏡外科研修として，国立病院機構の内視鏡手術セミナーへの参加とともに多職種を対象とした縫合
結紮，消化管吻合，真皮縫合等のハンズオンセミナーを定期的に開催し，手技の習得とチーム意識の向上に努めてい
る．しかし，重要なプログラムである動物実習は，コストの問題等により希望通り実施できていない．【目的】内視鏡
外科領域で，動物を用いずより実際的なチーム研修環境を低コストで構築して手術の learning curve を短縮する．【方
法】対象は，手術件数が増加し難易度も比較的高い腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術とした．まず，手術操作を模擬タス
クに集約し，それを繰り返し練習できる鼠径ヘルニアモデルを作製して専修医，研修医，JNP等によるタイムトライ
アルで有用性を検証した．次に，成人の骨盤CTデータから 3Dプリンタで作製されたロボット手術用骨盤シミュレー
ターを改修して腹腔鏡手術用骨盤モデルを開発し，ヘルニアモデルを装着してシミュレーションを行った．さらに，
手術の重要場面における注意点等もコンテンツとしてチーム内で共有することを試みた．【結果】鼠径ヘルニアモデル
によるシミュレーションは基本手技習得に有用であった．3Dプリンタにより気腹下の人体構造を忠実に再現したシ
ミュレーションシステムでは，タスクの難易度が上がるとともに内視鏡操作研修，トラブルシューティング等も可能
となった．また，ストーリー性のあるチームトレーニングが実施でき，参加者の研修に対するモチベーションが向上
した．【結語】先端技術を用いてより実際的なシミュレーション環境を構築することにより，質の高い手術チーム研修
を低コストで実施できることが示唆された．
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座長のことば

感染対策は医療安全の要素も含まれており，医療関連感染を発症した場合，医療施設に対する患者様や患者御
家族の信頼を著しく損なうと考えられます．また，感染症による治療期間の延長や，転帰の悪化ならびに医療経
費の増大の問題も指摘されているため，感染対策委員会や ICTなどの主導により，感染対策の見直しや院内にお
ける新たな取組が行われているのが現状です．しかし，この様な状況においても，新型の薬剤耐性菌による偶発
的なアウトブレイクの報道も散見されています．これらの薬剤耐性菌による院内感染のアウトブレイクでは，ア
ウトブレイクを早期に察知することで，その後の院内感染をコントロールが可能となり，感染の拡大を鎮静化さ
せる上で大変重要な端緒となると考えられます．また，実際のアウトブレイク事例は，これらのアウトブレイク
を未然に防止するための重要で貴重な情報源となります．小規模の院内感染事例であっても，客観的なデータを
「人」「時」「場所」に整理し，感染の原因，感染経路，発症者数そして実際に実施した対策情報は，今後の感染対
策を図る上で重要な財産になります．院内感染とは，医療施設において患者が原疾患とは別に新たに罹患した感
染症および，医療従事者等が医療施設内において感染した感染症のこととされています．院内感染は，人から人
へ直接または医療器具等を媒介して発生するため，感染対策は個々の医療従事者ごとに対策を行うのではなく，
医療施設全体として対策に取り組むことが必要です．本シンポジウムでは，3名の先生方より，実際に医療現場
で発生した，多剤耐性緑膿菌，多剤耐性アシネトバクターおよび結核に起因するアウトブレイク事例について情
報提供をいただきます．これらアウトブレイクの事例について皆さんと討論を行い，そして有益な情報を皆様の
施設へフィードバックし，今後の院内感染対策に役立ていただければ幸いです．

シンポジウム-23 院内感染、アウトブレイクが現実になってしまったら
座長：河野 文夫 NHO 熊本医療センター 院長

S23-1 多剤耐性緑膿菌：2つのアウトブレイクと職員の危機意識
深瀬 史江 NHO 横浜医療センター

S23-2 多剤耐性アシネトバクターアウトブレイク対応の経験から
岩島 知子 NHO 水戸医療センター

S23-3 結核のアウトブレイクを経験して
金田 暁 NHO 千葉医療センター
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S23-1 多剤耐性緑膿菌：2つのアウトブレイクと職員の危機意識

○
ふ か せ ふ み え

深瀬 史江
NHO 横浜医療センター 看護部 感染管理担当 副看護師長

当院循環器センターにおいて平成 22 年 9 月から多剤耐性緑膿菌（以下MDRPと略す）が検出され、アウトブレイク
として感染対策を強化した。しかし、対策後も同一遺伝子型のMDRP検出が続き、10 症例に達した時点で病棟閉鎖を
決定するとともに、行政機関への届出を行い、外部委員を含む調査対策委員会を設置した。外部委員からのアドバイ
スに基づき、施設改修も含めて更なる感染対策に取り組んだ結果、平成 24 年 2 月の 17 症例目の検出を最後に、同部
署からの新たな患者発生は見られなくなった。平成 24 年 5 月には、ICUで別の遺伝子型のMDRPが検出され、監視
培養によって ICU内での 3名の患者への水平伝播が疑われたが、院内の感染対策チームで迅速に対応した。当院では
循環器病センターでのアウトブレイク発生早期から、当該部署での接触感染対策強化などと並行して他部署の医師・
看護師にも教育活動を行ってきた。しかし、職員の当事者意識の欠如による院内全体の感染対策の不徹底のため、ICU
での第 2のアウトブレイクを許す事態となった。あらゆる部署との転入出がある ICUでのアウトブレイクは、院内の
危機感が高まった。ICTでは、全医療職を対象に防護具着脱と手指衛生訓練を行い、看護手技の再確認を行った。結
果として病院全体の手指消毒使用量の増加や医療関連感染と考えられる事例の減少に繋がった。その後は、散発的に
他院からのMDRP持ち込み事例はあるものの、院内での伝播は確認されていない。アウトブレイクの経験により院内
の感染対策への意識は向上したが、平時にいかにモチベーションを維持し、対策を継続できるかが、今後の課題であ
る。

S23-2 多剤耐性アシネトバクターアウトブレイク対応の経験から

○
いわしま と も こ

岩島 知子、三沢 美知代、田島 秀昭、小崎 浩一、遠藤 健夫
NHO 水戸医療センター 副看護師長（感染管理認定看護師）

【はじめに】多剤耐性アシネトバクター（以下MDRA）は世界中で問題となり、日本でも近年アウトブレイク事例が報
告されている。当院では 2012 年にMDRAのアウトブレイクが発生し、国立感染症研究所や行政の支援を受け対応し
た経験を報告する。
【経過と対策】2012 年 3 月に救命救急センター入院中の患者からMDRAが検出されたのを発端に、その後も主に救命
救急センター入院中や救命救急センターから一般病棟へ転出した患者からMDRAの検出が続き、最終的に陽性患者
は 19 名となった。環境培養では、陽性患者病室の環境や救命救急センター共用部分の水周り、血液ガス分析装置のタッ
チパネルなどからMDRAが検出された。また、ラウンドでは陽性患者以外の患者への接触前後の手指衛生の不徹底
や、手袋を着用したまま周囲の環境に触れる、防護具を適切なタイミングで着脱・交換出来ていない、などの状況が
確認された。標準・接触予防策の強化とともに救命救急センターの患者受入れ中止、陽性患者のコホーティング、環
境清掃の強化、担当看護師の専従化、ラウンドによる感染対策遵守状況確認、院内 LANでの情報共有、患者・環境の
監視培養の継続、教育研修、抗菌薬適正使用ラウンドなど様々な対策を実施し終息した。
【考察】環境培養結果は共用スペースや医療機器へのMDRAの持ち出しを示し、職員の手指による汚染拡大を示唆し
ている。ラウンドでも手指衛生の不徹底や防護具の不適切な使用が確認され、当院でのMDRAのアウトブレイクは日
常の感染対策の不備が大きな要因と考えられる。あたりまえの対策である標準予防策を日頃からいかにあたりまえに
実施できているかが、アウトブレイクを防ぐためのポイントである。
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S23-3 結核のアウトブレイクを経験して

○
か ね だ さとる

金田 暁、竹本 真美、杉浦 信之、増田 政久
NHO 千葉医療センター ICD、消化器内科

当院で若年の女性看護師を初発とした結核のアウトブレークを経験したので、その概要と対策について報告する。初
発は当院外科病棟に勤務する 20 歳代の基礎疾患のない女性看護師で、長期間続く咳を主訴に平成 25 年 6 月 10 日に当
院内科を受診し、胸部X�P、胸部 CTで開放性結核と診断され、6月 13 日に千葉市保健所へ届出を行なった。以後保
健所と頻回に連絡をとり、会議を重ねてその指導の下で対応を決定した。保健所との協議で接触期間は平成 24 年 9
月より平成 25 年 6 月 10 日までの約 10 ヶ月間とされ、この間に初発職員と接触していた病院職員と入院患者を対象に
接触者健診を行なうことになった。結核感染のリスク別に同心円状に職員と入院患者をグループ分けし、中心部の最
も感染リスクの高いグループから順次外側へ接触者健診の対象者を広げていった。院長をトップとする結核緊急対策
会議を設置し、健診対象者の選別、QFT検査や胸部X線撮影の日程調整、検査施行と記録、保健所への報告の手順な
どを決定し実行した。職員健診の結果結核発症 4名、LTBI16 名、経過観察 5名となり、7月 31 日報道機関へ発表となっ
た。入院患者については 417 名が健診対象となり、結核発症 1名、LTBI9 名、経過観察 227 名となり、今後平成 27
年 6 月まで胸部X�P による健診を毎月行なっていく。今回の事例から、咳や微熱が続く場合は年齢や基礎疾患に関係
なく結核を念頭に診察を行なう、職員の結核が発生した段階ですみやかに院長を中心とする強い権限の組織を立ち上
げ、病院全体の課題として早急に対策を講じる、保健所とは連携を密にし、協議の上で対応を決定し実行していくと
いう 3点が重要と思われる。
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座長のことば

アシネトバクター属菌は、緑膿菌などと同様にブドウ糖非発酵性グラム陰性桿菌である。形態的には緑膿菌と異なり、短い棒状
の形をし、鞭毛を持たず、運動性はない。土壌、河川等の自然環境中からしばしば分離される。
多剤耐性アシネトバクター属（MDRA）はカルバペネム、アミノグリコシド、フルオロキノロンの 3系統の抗菌薬に耐性を獲得
した多剤耐性アシネトバクターによる感染症を「薬剤耐性アシネトバクター感染症」と定義し、5類感染症定点把握疾患に定められ
ている。
2003 年のイラク戦争直後より、MDRAによるヨーロッパやアメリカ本土の米軍医療施設内アウトブレイクが多数発生した。その
後の解析から、これらのアウトブレイクを起こした起因菌はイラク、アフガニスタンなどの中央、中東アジアで負傷した兵士によっ
て欧米に伝播されたと考えられている。現在、米国内で分離されるアシネトバクターの約 50％がMDRAであると報告されている。
MDRAは中国、韓国、ベトナム、タイ、ネパールなどのアジア諸国の医療施設で高頻度に分離されることが多数報告されている。
JANIS の報告によると、2007 年 7 月から 2009 年 12 月までに我が国の医療施設で分離されたアシネトバクター属の内、多剤耐性
アシネトバクター・バウマニー（MDRA）と判定された菌株は 71,657 株中 98 株（0.14％）であった。その後、2008 年に福岡県、2009
年に千葉県、2010 年に愛知県で感染事例などが報告された。
カルバペネマーゼおよび 16S rRNA methylase を産生するMDRAは我が国の医療施設から分離されるようになってきた。これ
らはアジアから輸入されたと考えられる菌が特定の医療施設や地域でアウトブレイクを起こしていると考えられる。
高度アミノグリコシド耐性に寄与する 16S rRNA methylase 産生菌の報告は、中国、韓国、東南アジア諸国で多く報告されている。
これらの国々から日本に持ち込まれる可能性が高いと考えられる。

シンポジウム-24 院内感染、忍び寄る耐性アシネトバクター対策
座長：切替 照雄 国立国際医療研究センター研究所 感染症制御研究部 部長

S24-1 国立病院機構病院群の研究協力による本邦でのアシネトバクター属の疫学調査結
果
鈴木 里和 国立感染症研究所

S24-2 アシネトバクターの細菌学的診断の諸問題
木下 幸保 NHO 大阪医療センター

S24-3 当院における多剤耐性アシネトバクターの院内伝播抑制策
平木 洋一 NHO 熊本医療センター
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S24-1 国立病院機構病院群の研究協力による本邦でのアシネトバクター属の疫学
調査結果

○
す ず き さ と わ

鈴木 里和
国立感染症研究所 細菌第2部

アシネトバクター属菌は、医療環境における院内感染の原因病原体であり、米国などでは多剤耐性化が進んでいるこ
とから問題視されている。アシネトバクター属には複数の菌種が含まれるが、臨床的に重要な菌種としてAcinetobac-
ter baumannii があげられる。さらに、A. baumannii の中に、International clone II（IC II）と呼ばれる遺伝子型が存
在し、院内感染や多剤耐性との関連が報告されている。カルバペネム、アミカシン、フルオロキノロンすべてに耐性
を示す多剤耐性アシネトバクターの（MDRA）の分離率は、日本では未だ低いものの、分離されたMDRAの多くが
IC II である。2012 年 10 月から 2013 年 3 月にかけ、全国 86 施設の国立病院機構病院の協力のもと、臨床検体より分
離されたアシネトバクター属の菌株を収集し、IC II の割合および薬剤感受性を検討した。期間中 78 施設より 866 株の
アシネトバクター属菌が送付され、645 株（74％）が A. baumannii であった。また、IC II は 245 株と、アシネトバク
ター属菌の 28％、A. baumannii の 38％を占めていた。また菌株を送付した 78 施設のうち 36 施設（46％）において
IC II が分離されており、すでに国内にこの遺伝型の株広まっていることが示唆された。海外において、IC II はMDRA
と関連して報告されることが多いが、今回収集された IC II245 株のほとんどがカルバペネムに感性であり、MDRA
は 2株のみであった。ただし、IC II はすべてフルオロキノロン耐性であった。国内においては、IC II が必ずしも多剤
耐性を示さないため、フルオロキノロン耐性のアシネトバクター属についてその院内における広まりに留意すること
が重要と思われた。

S24-2 アシネトバクターの細菌学的診断の諸問題

○
きのした ゆきやす

木下 幸保
NHO 大阪医療センター 臨床検査科

アシネトバクターは、重篤な基礎疾患のある患者に感染を引き起こす日和見感染菌および院内感染菌として知られて
いる。ブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌で、オキシダーゼ陰性、非運動性、硝酸塩還元能陰性の特徴をもつ。菌体は 1×
2μmの短桿菌である。細菌学的診断の問題として、初代培養や液体培養では球菌に観察されることがある。特に喀痰
のグラム染色所見において、グラム陰性球菌（Moraxella catarrhalis）との鑑別は熟練していない者にとっては困難を
伴うことがある。当センターでは、患者背景（市中肺炎か院内肺炎か）を考慮することと、菌体をよく観察して双球
菌の中に短桿菌を見つけることをグラム染色の鑑別点としている。さらに同定上の問題点として、アシネトバクター
属菌には少なくとも 17 の種名と 15 の遺伝種（genomic species）が確認されており、自動同定機器や同定キットでは
すべての菌種を同定することは無理である。アシネトバクターの中で最も多く臨床検体から分離されるのが、Acineto-
bacter baumannii であるが、一般的に用いられている同定法ではA. baumannii と他 3菌種との区別ができないこと
が知られている。当センターは自動同定機器と並行してグルコースOF培地とキシロースOF培地の確認培地を用い
ており、各糖の分解の有無を参考にして同定菌名を報告している。シンポジウムでは、諸問題の整理と当センターの
データを紹介し、問題解決に向けた提言を行いたい。
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S24-3 当院における多剤耐性アシネトバクターの院内伝播抑制策

○
ひ ら き よういち

平木 洋一
NHO 熊本医療センター 感染制御室・薬剤科

多剤耐性Acinetobacter baumannii（MDRA）は世界的に流行しているが，本邦でのMDRAの検出は比較的にまれで
ある．この様な状況の中，当院に入院中の患者の喀痰からMDRAが検出された．感染兆候は認められず保菌状態で
あったが，その後 5名の入院患者よりMDRAが検出された．我々は，MDRAの検出が疑いの段階で，患者を個室管
理とした．また，これら 6名の患者から検出されたMDRAが同一株であるか判断するため，菌株を国立感染症研究所
に送付し，Pulsed�field gel electrophoresis（PGEF）解析の依頼をおこなった．その結果，同一菌株由来であることが
明らかとなった．さらに，検出されたMDRAは bla OXA�23�likeを保有し，MLST分析の結果 International clone II である
ことが明らかとなった．同一菌株由来の株が院内伝播している環境は，実行している感染制御策の失策と言える．我々
は，病棟の一部を閉鎖するゾーニングを実施し，同一菌株のMDRAが院内伝播している情報提供と，スタッフの手指
衛生の重要性について研修会を実施した．その結果，MDRAは 5名の患者に伝播したが，それ以降の院内伝播は認め
られていない．感染症の原因となる薬剤耐性菌が疑われる場合，細菌検査の結果確定を重視するより，疑いの段階で
あっても早期の隔離予防策を図り，全職員へ現状の情報伝達や，日常的な手指衛生の周知徹底と改善が，院内伝播の
拡大を防止する感染制御策であると示唆する．
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座長のことば

医療資源の偏在とは、地域の偏在、診療科の偏在、勤務形態の偏在などがあります。2004 年、新しい臨床研修制度
の開始とともに、医師の偏在がより明らかとなりました。研修先を自由に選択できることにより、研修医の集まる病院
や地域とそうでないところとに差が生じ、マンパワーを研修医に頼っていた施設は打撃をこうむることとなりました。
かつては、遠方であったり労働条件が良くなかったりする病院へも、大学の医局から交代で人員が派遣されていまし
た。そうすることにより維持されていた地域医療も、大学が派遣できる医師数を十分に確保できず派遣医師の引き揚げ
が発生し、その他さまざまな要因が複雑に影響し、病院や診療科の縮小や閉鎖が連日報じられることとなりました。
産婦人科、特に周産期医療は、「分娩」という他にない特殊な医療を取り扱っています。24 時間 365 日の対応が常に
必要で、健康な母子でも突然の急変が発生し、その際には分単位秒単位の迅速な対応が求められます。しかし分娩取扱
い施設および医師数は年々減少しており、その減少速度は出生数の減少率を上回っています。周産期医療資源の不足お
よび偏在は、現場では早くから実感されていましたが、近年になり「分娩する場所がない」「妊婦の急患を受け入れる病
院が見つからない」という事実となって表面化し、この 10 年ほどの間に周産期医療崩壊が広く一般に認識されること
となりました。
医療資源の偏在、医療スタッフの不足を解決する方策を探るべく、周産期医療崩壊を一例として、今回のシンポジウ
ムを企画しました。少ない医療資源を効率的に活用する方法や、診療内容の見直し、若手医師を確保するための魅力的
な病院づくりなど、各分野での取り組みから今後の医療のあり方として求めるべきものは何であるかを探っていきた
いと思います。

シンポジウム-25 周産期医療崩壊から、医療資源の偏在と対策を考える
座長：奥田 美加 NHO 横浜医療センター 産婦人科部長

岡部 由美 NHO 静岡医療センター 看護師長

S25-1 周産期医療崩壊とは
奥田 美加 NHO 横浜医療センター

S25-2 山梨県における産科診療の変遷と展望
滝澤 基 NHO 甲府病院

S25-3 長良医療センターの周産期医療と岐阜県の産科医療の現状
川鰭 市郎 NHO 長良医療センター

S25-4 セミオープンシステムでの助産師のかかわり
岡田 祐恵 NHO 横浜医療センター
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S25-1 周産期医療崩壊とは

○
お く だ み か

奥田 美加
NHO 横浜医療センター 産婦人科

2004 年、新しい研修医制度の開始以降、医師の偏在に拍車がかかった。「周産期医療崩壊」で検索すると、注目され
たきっかけのひとつが「大野病院事件」であることがわかる。大野病院事件とは、帝王切開術の際に死亡した女性の
執刀にあたった医師が、2006 年 2 月逮捕、翌月起訴されたという事件で、最終的に無罪となったものの、少ない人員
でハイリスク分娩管理せざるを得ない現実が浮き彫りとなった。その後も、意識障害の妊婦の受け入れ先が見つから
ず収容に時間がかかった、妊娠 24 週の妊婦が搬送中に死産した、など数々の事件が報道された。それ以前からすでに
分娩取扱い施設は減少し続けており、周産期医療資源の供給は不十分であると現場では実感されていたが、これらの
事件をきっかけに周産期における医師偏在や過酷な勤務状況が報じられ、世間に知られるところとなった。
過酷である上に分娩時には急変が生じうるし、母子を守り切れなければ訴訟になりうる。そんな周産期医療を目指

す新規医師の確保が難しい上に、これまでどうにか頑張ってきた医師も燃え尽き分娩から遠ざかり、当直や夜間の呼
び出しに応じられない出産子育て中の女性医師も分娩から多くが離脱している。医師数が減ればさらに過酷となり人
が去り、施設の分娩取扱いを取りやめざるを得なくなり、残った施設に分娩が集中し、さらに過酷となり…という悪
循環を繰り返している。
少ない医療資源を有効活用する一例として、診療所に低リスクの妊婦健診を委ねることで病院医師の負担を軽減し

地域との関係性を密にするセミオープンシステムなど、種々の工夫がなされている。周産期医療崩壊の現状と問題点、
および対策について考えたい。

S25-2 山梨県における産科診療の変遷と展望

○
たきざわ もとい

滝澤 基、雨宮 厚仁、菊嶋 聡子
NHO 甲府病院 産婦人科

山梨県の出生数は平成 24 年度には約 6300 人で対 1年度比 72.0％であり著明に減少している。（日本全国では対 1年
度比が 83.2％）。出生数が減少しても、産科医の負担は減っていない。分娩施設数をみると、平成 13 年には県内の 29
施設で分娩を取り扱っていたが、現在は 16 施設に減少している。それぞれの 1施設当たりの出生数は 280 人と 396
人で約 1.4 倍に増加した。この分娩施設の減少は産婦人科医の集約化の結果でもある。かつては、産婦人科医が 1名も
しくは 2名の病院も複数あったが、山梨大学産婦人科教室を中心に集約化が行われ、常勤医を 3名以上としている。
当院はこの最低ライン 3名で、日常業務をこなしている。2名よりましとはいえ、やはり 3名では制限も多い。手術の
並列はできない。月の first on call の回数は 8日～10 日、平日の県外への学会出席はできず、土日でも県外まで行ける
のは 1名のみである。山梨県で産婦人科医の増加を考えた場合、他県で専門医をとり山梨へ転入してくる医師はまれ
である。山梨県内で後期研修を受け、そのまま県内で産婦人科業務を続ける医師に期待するしかない。山梨大学産婦
人科教室において、学生に対して積極的なアプローチが行われている。ALSOへの学生の参加、学会への引率、国家
試験対策の講習会、などを行っている。また数年前より山梨県の援助のもと「山梨県統一産婦人科専攻医研修プログ
ラム」を設定し、分娩を取り扱う 7病院で統一した研修プログラムを組み、山梨県内で魅力ある十分な産婦人科研修
が受けられるようなシステムを構築している。このような取り組みにより、山梨県内で産婦人科研修を受ける医師が
この 5年間は複数人ずつ現れるようになった。
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S25-3 長良医療センターの周産期医療と岐阜県の産科医療の現状

○
かわばた いちろう

川鰭 市郎
NHO 長良医療センター 産科

産科医不足の中、長良医療センター産科には 8人から 10 人の産科医が在籍している。しかもこれらの産科医は自らの
意思で長良医療センターにやってきている。若手産科医が働きやすい職場であり、尚かつ多くのことが学べる場所を
造ることは容易ではない。しかし人手が足らないと訴えたところで、産科医が増えることは期待できない。少ない産
科医をいかに効率よく機能させるか、現場も工夫しなければならない。長良医療センター産科は医師 2名で診療を始
めた。その後上述したような状況に至るには数年を要した。この間われわれは一貫した診療スタイルを貫いてきた。
まず主治医制度を廃止した。当直と待機以外の呼び出しをなくすことにより、仕事のオンとオフを明確に分けること
ができた。このような工夫により、診療内容はさらに充実したものとなってきている。われわれの取り組みを紹介し
たい。岐阜県には常勤産婦人科医がいる施設が 1件もない市がふたつある。もちろん出産などできるはずもない。近
隣の市にある施設まで、長い時間をかけて通院を強いられている。このような施設で何かできることはないか考えて
ほしいという依頼を受け、まず助産師を確保して産後ケアに取り組んでみた。予想以上に反響があり、多くの母児が
受診するようになってきた。さらにローリスクの中期の妊婦健診に取り組んでいる。このような地域に突然産科医が
やってくる可能性は低いが、助産師のスキルアップを進めながら、基盤的な体制作りを行うことが当面の課題と考え
る。分娩再開には遠い道のりだが、しっかりした助産師の育成を行うことが将来の産科医療には大いに役立つもので
あると考える。

S25-4 セミオープンシステムでの助産師のかかわり

○
お か だ さ ち え

岡田 祐恵
NHO 横浜医療センター 東4階産科病棟

神奈川県横浜市の南西部に位置する当院は、分娩の取り扱いを止める周辺の診療所等の増加に伴い、平成 19 年 4 月か
ら地域の診療所と役割分担をして周産期管理を行うセミオープンシステムを導入した。導入後当院での受診は胎児心
拍確認後の初期、24 週頃、34 週以降産後 1か月までとした。この他に合併症のあるハイリスクの妊婦は当院で継続し
て妊婦健診を行う。現在当院受診妊婦の約 50％がセミオープンシステムである。2施設で周産期管理を行うため妊婦
が安心して安全に分娩を行い産後の育児に向かえるよう、当院受診時に助産師は計画的な保健指導の役割を担う。妊
娠初期は、妊娠中の体重管理について体重管理カードを使用し継続して指導が受けられる体制をとっている。非妊時
のBMI が 25 以上の肥満妊婦は栄養士による栄養指導を受け妊婦自身が意識し妊娠期間中の体重管理を行えるよう支
援している。24 週頃には乳房の観察を行い乳房ケアについて説明し、産後の母乳育児に備えて妊婦に意識付けを行い、
34 週頃に入院準備状況や入院のタイミングを確認し、37 週頃では乳頭マッサージの指導を行っている。また、ハイリ
スクの妊婦については、助産師が受持ち制をとり医療ソーシャルワーカーとも連携しながら個別的な指導や支援を行
う。その結果、当院での分娩から産褥期をスムーズに迎えることができている。今後も医療資源の有効活用をしなが
ら適切な時期に適切な保健指導を行い、妊婦自身が主体的に妊娠中の自己の体調管理や出産・育児の準備を行えるよ
う地域と協力しながら支援していきたい。
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座長のことば

平成 24 年度の診療報酬改定にて新設された病棟薬剤業務実施加算は、病院薬剤師にとって大きな業務で
あり、病院全体で取り組まなければならない業務である。国立病院機構の施設及びナショナルセンターにお
いてもその実施に向けて薬剤師確保や体制整備を行った結果、平成 26 年 5 月現在 41 施設（27％）が届出さ
れている。
その結果、病棟薬剤業務においては、質の高い医療の提供を目的に、安全かつ最適な薬物療法への関わり

という点でチーム医療の一員としての薬剤師が評価されている。
しかし一方では、実際の薬剤師業務には何を目標に取り組むべきか方向性が見えてこないという意見も

あり、施設間での取り組みに温度差が生じている現状もある。
そこで、このシンポジウムでは、前半は基調講演として病院薬剤師の将来的な構築を含めた理想的な取り

組みを実践している聖マリアンナ医科大学病院薬剤部長 増原慶壮先生より薬剤師の教育と目指すべき指
標、さらには将来に向けての構想についてのご講演を賜り、後半は病棟薬剤業務を既に実践している 2施設
より、新たな業務展開について、病棟薬剤業務実施前後についてのアウトカム・エビデンスを中心とした報
告という 2部の構成とした。すでに病棟薬剤業務実施加算を届出済みの施設においては新たな方向性や目
指すべき指標を、これから取得を考えている施設においては薬剤師の介入によるアウトカムの参考となり、
さらには今後の病棟薬剤業務実施に向けての一助になれば幸いである。

シンポジウム-26 病院薬剤師の更なる飛躍に向けて
～病棟薬剤業務の実践（現状と今後の展望）～
座長：鈴木 義彦 NHO 東京医療センター 薬剤科長

西野 隆 NHO 九州医療センター 薬剤科長

基調講演 ファーマシューティカルケアに基いた病棟薬剤業務の実践
増原 慶壮 聖マリアンナ医科大学病院

S26-1 ICU・手術室での薬剤業務評価により得られた今後のターゲット
関本 裕美 NHO 神戸医療センター

S26-2 病棟薬剤業務による疑義照会件数と優良事例件数の増加
中川 義浩 NHO 熊本再春荘病院
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基調講演 ファーマシューティカルケアに基いた病棟薬剤業務の実践

○
ますはら けいそう

増原 慶壮
聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部

2010 年 4 月 30 日に発出した厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進において」
薬剤師については「医療技術の進歩とともに薬物治療が高度化しているため、医療の質の向上及び医療安全の確保の
観点から、チーム医療において薬剤の専門家である薬剤師が主体的に薬物治療に参加する」ことを求めている。2012
年の診療報酬改定では「病棟薬剤業務実施加算」は、薬剤師がチーム医療に参画することで、安全で有効な薬物治療
を提供することができると期待されて新設された。聖マリアンナ医科大学病院薬剤部では、2001 年 7 月よりファーマ
シューティカルケアの理念に基づいて薬物治療に参加するため病棟に薬剤師の配置を開始した。病棟薬剤師の主たる
業務は、1．処方チェック、2．処方提案、3．薬物治療モニターリング、4．TDM，5．回診・カンファレンスの参加、
6．医薬品情報の提供、7．薬剤部員と薬学生の教育である。一方、薬学部教育では、臨床を担う薬剤師の育成は期待
できず、当院薬剤部では 2002 年 4 月より、臨床薬剤師教育を独自のカリキュラムで開始した。さらに、2010 年 2 月よ
りジャーナルクラブを発足し、論文の批判的スキルを身に付け、最新のエビデンスに基いて薬物治療ができる薬剤師
を育成している。2012 年 4 月より、「病棟薬剤業務実施加算」を算定し、病棟業務も落ち着いたため、新たに、薬物治
療の適正化と経済性に取り組むため、医薬品使用実態調査（MUE）、薬物治療共同管理（CDTM）及びフォーミュラ
リーの作成に取り組んでいる。今回は、ファーマシューティカルケアに基づく病棟薬剤業務について、上記の事例と
ともに紹介する。

S26-1 ICU・手術室での薬剤業務評価により得られた今後のターゲット

○
せきもと ひ ろ み

関本 裕美
NHO 神戸医療センター 薬剤科

ICU・手術室では、作用が急激な注射薬が多種併用されるため、患者の状態に応じたリアルタイムな投与薬剤変更、
投与量設定、副作用モニタリング、相互作用を考慮したルート選択等の薬学的管理が必要とされる。一方、日本麻酔
科学会においては、手術室内の医薬品管理に薬剤師の積極的な関与が望まれている。
2008 年の診療報酬改定以来、直接服薬指導ができない重篤な患者への薬学的管理指導が推進され、また、2012 年に

は病棟薬剤業務実施加算が新設された。しかし現在のところ ICU・手術室の薬剤師常駐は努力義務とされている。神
戸医療センターでは 2013 年 8 月より手術室に薬剤師が常駐しており、これらの活動を報告する。
手術室での医薬品使用は定数保管医薬品やカートから使用されることが多いが、多種診療科が混在するため補充が

なされず、また麻薬管理に要する麻酔医の負担も大きい。薬剤師常駐は、医薬品の直接管理による請求漏れや請求間
違いの防止、適正な薬物療法の推進に貢献できた。また、麻酔医の負担軽減による手術件数の増加等の経済学的アウ
トカム評価も得られた。さらに、作用が急激な注射薬の処方サポート等の薬学的管理内容を院内へフィードバックし、
薬物療法の向上および医療安全に対するプロセス評価とした。
ICU・手術室領域での薬剤師業務はまだまだ発展途上であり、薬剤師の活躍が望まれるところである。現在、当セン

ターでは、医師との合意に基づく処方入力として疑義照会後のオーダ修正等を薬剤師が実施している。疑義照会は薬
剤師の職能であり、薬物療法の向上と安全に寄与するとともに、医師の業務負担軽減を図ることができ、今後の業務
拡大も望まれている。
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S26-2 病棟薬剤業務による疑義照会件数と優良事例件数の増加

○
なかがわ よしひろ

中川 義浩１、浦本 邦弘1、鶴崎 泰史2、小園 亜希1、花田 聖典3、山部 美千子1、
水町 純一4、竹内 小百合1、千場 美奈1

NHO 熊本再春荘病院 薬剤科1、NHO 佐賀病院2、NHO 長崎医療センター3、国立療養所菊池恵楓園4

【はじめに】
独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院（以下、当院）は標榜診療科 13 科、病床数 513 床 10 病棟であり、病棟薬
剤業務実施加算対象病棟は 4病棟である。当院では薬剤師 3名増員し 11 名（治験主任 1名）とし、「薬剤師の病棟業務
の進め方（Ver1.0）」に記載されている病棟薬剤業務を参考に「病棟常駐薬剤業務内規」、「院内代替薬一覧」、「ハイリ
スク薬一覧」、「定期検査必要薬剤一覧」、「周術期における内視鏡検査・大手術・整形外科手術時の抗血栓療法」を作
成し病棟薬剤業務を実施している。
【調査】
病棟薬剤業務実施前後 1年間の疑義照会件数、優良事例数（禁忌、副作用、用量超過、重複等）、対象病棟実患者数、
患者数あたりの疑義照会率、優良事例率とその内容について集計し解析した。
【結果】
実施前 1年間の疑義照会件数は 475 件、優良事例数 175 件、対象病棟実患者数 5,698 人、患者数あたりの疑義照会率は
8.3％、優良事例率は 3.1％であった。実施後 1年間の疑義照会件数は 1,442 件、優良事例 388 件、対象病棟実患者数 5,307
人、患者数あたりの疑義照会率は 27.2％、優良事例率は 7.3％であった。実施後の疑義照会率は 3.3 倍、優良事例率は
2.4 倍に有意に増加した。
【考察】
病棟薬剤業務を実施することで、医師の処方オーダー後、薬剤師が速やかに処方内容の評価と処方提案を実施するこ
とで、危険が回避できた事例が増加した。薬学的管理と処方提案が的確に実施され、医薬品の適正使用が推進できる
ことが示唆された。
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座長のことば

検査技師における人材育成が、医療現場にとって重要な課題の一つであると認識されて久しいが、未だ具体的な方法論や行動レベル
での個々の動きについて特記できる状況は少ないのが現状である。こうした現状は、人材育成がその手法も含めいかに難しいものかを
如実に物語っているのではないだろうか。
国立病院臨床検査技師長協議会では、若手検査技師の現場教育の一環として検査技師のためのキャリアパス策定を試みるなどして、
行動に結びつけるための方法論を検討し取り組みが少しずつ具体化しつつあるが、このキャリアパスをどのような形で運用するかな
ど課題も多い。一方で、検査科運営の将来の青写真や理念が明確でない状況で検査技師教育はできないとする考え方もある。このよう
に、教育を受ける側だけでなく、教育する側の育成も必要となっている現状が垣間見え、検査部門の人材育成の問題の奥深さがわかる。
検査技師教育では多面的な考え方や取り組みが必須であり、広い捉えとして検査部門全体で組織的な取り組みが必要ではないだろ
うか。最近では、認定技師など専門性の高い検査技師への期待感が強いことや、一部の施設では偏った部門への技師配置の要望が強い
傾向が見られるなど、検査科組織の状況に変化が起きている中で、各施設が求める適正かつ優秀な人材の確保は、これまでのような考
え方だけでは対応がますます困難となる可能性がある。
このシンポジウムでは、それぞれの立場から未来志向で検査技師の教育のあるべき形やそれに向けた方法論などを議論し、検査技師
だけでなく検査科所属の医師にとっても意義のある結果となるように意見をすり合わせ、検査部門全体として人材育成、検査技師教育
に取り組むために課題を抽出しつつ一定の方向性を見いだすことができたら成功である。
あなたの成長はみんなの成長です。人は成長する生き物であるが、そのスピードは速くない。決して慌てずじっくりと取り組み、将
来への備えとする機会となれば、本シンポジウムを企画した者として望外の喜びである。

シンポジウム-27 臨床検査部門の未来を見据えた検査技師教育を考える
座長：蛇澤 晶 NHO 東京病院 臨床研究部長

小松 和典 NHO 東京医療センター 臨床検査技師長

S27-1 検査技師教育に思うこと―医師のかかわりについて―
新野 史 NHO 横浜医療センター

S27-2 検査技師教育の現状と課題
渡司 博幸 NHO 災害医療センター

S27-3 多職種連携に向けた臨床検査部門の現状と今後の方向性について
松林 守 国立成育医療研究センター

S27-4 人材登用の視点における検査技師教育について
上條 敏夫 NHO 西埼玉中央病院
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S27-1 検査技師教育に思うこと―医師のかかわりについて―

○
に い の ひとし

新野 史
NHO 横浜医療センター 臨床検査科

医療専門職に携わる人間に求められていることは、専門的な知識や技術を有することだけではなく、自律的に専門分
野を発展させていく能力を備えていることである。すなわち専門分野の未来を創造するために、自ら専門分野におけ
る研究と後進の教育を行っていく必要がある。検査技師に求められているものは、検査についての精度、効率、評価
であると考える。精度の高い検査結果を出す、効率的な方法で検査を行う、診断効率の高い検査を提供する、適正な
工程を経て検査を行う、検査結果の持つ意味を理解する、ということである。よって検査技師は以上の点について常
に探求し少しでも進歩し、その内容を後進へと伝えていかなければならない。
検査技師と直接かかわる医師は、生理検査では臨床医、検体検査では臨床検査医、病理検査では病理医がいる。検査
技師教育に関連してこれら医師には具体的に、生理検査技師とは生理検査症例の検討、検査方法や疾患に関する勉強、
検体検査技師とは精度管理に関する検討、検査結果からの病態解析の勉強、病理検査技師とは組織・細胞診症例の検
討、標本の評価等を一緒に行うことが求められる。またこれら医師は、検査技師の研究会や学会発表、論文作成に関
与、指導を行うことによって、研究手法について習熟を促さなければならない。これらのかかわりの中で検査技師と
医師とは、お互いに教育手法について習熟していくことになる。
さらに患者への接触機会が少ない検査技師に対して医師は、実際に行われた検査がどのように患者の診断や治療とか
かわっているかを説明することが必要となる。検査技師が研究や教育を行っていくための動機づけが求められる。

S27-2 検査技師教育の現状と課題

○
わ た し ひろゆき

渡司 博幸
NHO 災害医療センター 臨床検査科

大きく変化している医療全般の中で、臨床検査技師の業務も年々裾野が広くなり、個々の分野における専門性も高く
なっている。また、同時に医師や看護師をはじめとした医療関連職種との職種横断的な連携業務も増加の一途をたどっ
ている。そして、専門的な知識や技術の習得はもちろんのこと、良好なコミュニケーション能力や検査技師としての
総合力が問われている。採用される新人技師は、数年前から大卒の技師比率が増加しており、男女比では女性の比率
が増えてきている。さらに、登録選考試験という難関をパスして採用されていることもあり、毎年、優秀な人材が数
多く仲間入りしているのが現状である。昨年、国立病院臨床検査技師長協議会関東信越支部が、入職時から自覚を持
ち、将来の展望に沿って自らの目標を定め臨床検査技師として円滑に仕事を行えるよう、「臨床検査技師のためのキャ
リアパス」を構築し全国の施設に配布した。しかし、我々は臨床検査の知識や技術面においては、的確に伝承するた
めの研鑽は行ってきたが、人材教育については、教育指導者の研修が行き届いておらず指導・教育に苦慮している。
従来の人材教育は、在籍する施設の技師長の考え方や熱意に左右されることが多く、効果的な人材教育が行われてき
たとは言い難い。今後は組織として人材教育を考え、効果的な教育・育成方法に対する取り組みが必要不可欠であり、
管理者のみならず、すべての技師が育成に関わる技師教育体制を構築する必要がある。本シンポジウムでは、キャリ
アパスの効果的な運用方法と人材教育対する意識改革と育成環境のあり方などについて前向きな討論をしたい。
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S27-3 多職種連携に向けた臨床検査部門の現状と今後の方向性について

○
まつばやし まもる

松林 守
国立成育医療研究センター 臨床検査部

医療の高度化、専門化、多様化に伴い高度な専門性をもったメディカルスタッフが連携し、チーム医療を推進してい
くことが求められている。現在、臨床検査部門では栄養サポートチーム・感染制御チーム・糖尿病教室・治験業務等
チームで活躍しており、更に検査説明や病棟支援等などの対応に取り組んでいる。中でも病棟支援では人員確保や職
場環境など様々な問題が指摘されており、他のメディカルスタッフとの連携に向けた協議も必要となっている。現在、
国立病院臨床検査技師協会では「検査説明相談コーナー（室）の設置推進」を進めており、検査説明・相談ができる
人材の育成に向けた取り組みが急務となっている。検査説明・相談ができる技師育成では、説明者の対応、検査知識
の教育・習得、患者接遇など様々なスキルが要求され、これらのスキルは国立病院臨床検査技師長協議会の「計画的
な人材育成に向けたキャリアパス」、日本臨床衛生検査技師会「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成」などとの
関連が深く、各協議会が連携していくことが重要である。協議会における事業は、診療支援や更なるチーム医療へ貢
献できる技師の育成に大きく貢献する内容であり、今後の臨床検査部門の発展に寄与することが期待される。また、
現在「臨床検査技師の業務範囲の見直し（検体採取）」に向けた法改正が進められており、これらは臨床検査技師の将
来にとって大変重要な取り組みと考える。本シンポジウムではチーム医療における現状報告と検査部門を取り巻く環
境及び各協議会の事業を通してチーム医療に貢献できる技師の育成と展望について報告する。

S27-4 人材登用の視点における検査技師教育について

○
かみじょう と し お

上條 敏夫
NHO 西埼玉中央病院 研究検査科

近年、病院内における臨床検査技師の立場は大きく変化しつつあり、その存在価値を高めるためにも、様々なニーズ
に対応し、専門的知識と技術を現場に反映させることが重要である。したがって、これからの時代に対応できる人材
の確保と育成が臨床検査部門における今後の課題として挙げられる。昨今、各施設において、より優秀な職員（検査
技師）の確保を具体的に強く要望されるケースが多く、これは医療の質の向上と維持が、各施設にとって極めて重要
な課題であるため、高度な専門性を持つ検査技師にも熱い視線が寄せられる傾向が強い。しかし、その一方で、必ず
しもそうした人材が潤沢に存在しないことも現実問題としてある。求められている人材に対して、今後どのような方
向性を持って教育すべきかについては様々な背景があり一様ではないが、人材登用の面から検査技師教育の方向性に
ついての課題は、（1）任用選考の現状と女性技師の異動（2）組織的キャリアアップの構築と次期リーダーの育成（3）
医療の質向上における認定資格への意識（4）健康管理及びメンタル強化とモチベーション維持 等が考えられる。人
事管理は選考試験等にて、公平性がより高められたが、「人材登用」を根本的に考えた際、年功序列から能力主義・適
材適所への配置を第一に、評価は能力や努力に応じた業績評価へと移行し、組織の強化と維持のためにも、能力に応
じた役職への配置が必要である。また、「質の高い医療」を提供するためにも、臨床検査部門の各協議会等と協調して
様々な取り組みから人材育成をはかり、知識と人間性の両面をバランス良く教育し、未来に繋がるそして組織から求
められる人材登用を行うことが重要と考える。
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座長のことば

我が国の高齢化は、諸外国に例を見ない速さで進んでおり、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年以降は、国民の医療や介護
の需要がさらに増加すると見込まれている。
疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を継続するには、病院完結の医療だけでは限界であ
り、地域における医療・介護の関係職種が連携して包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供をすることが求められている。
このため厚生労働省においては、高齢者の尊厳の保持と自立した生活の支援を目的に、可能な限り住み慣れた地域で、自分ら
しい暮らしを続けることができるよう地域の包括的な支援サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進している。
地域包括ケアシステムとは、「医療」「介護」「生活支援」「介護予防」「住まい」の 5つの要素が日常生活の場で適切に提供できるよ
うな地域での体制のことを言い、おおむね 30 分以内の日常生活圏域で必要なサービスが提供されることを想定している。
高齢者人口を始め、地域間の格差は大きく、地域包括ケアシステムは地域の特性に応じて、ネットワーク作りや在宅サービス
の整備等の取り組みが進められている。一方、病院から在宅に至る医療・介護の継続には、医療職が常駐する病院でしか得るこ
とのできない全人的患者情報を地域へ提供することが求められている。今、まさに「病院から在宅へ」と医療のあり方は変わろ
うとしている。
本シンポジウムでは、地域包括ケアシステムの構築に向け最前線先駆的な実践を行っている、行政・退院調整看護師・MSW・
地域のケアマネージャーの 4名の方々から「医療や介護をはじめ、5つのサービスを必要に応じて届けられる提供体制の整備」と
「病院と地域の専門職などの連携」に焦点をあて、それぞれの活動と抱えている問題をお話しいただき、地域包括ケアシステムの
実現においての課題、向かうべき方向について検討を深めたい。

シンポジウム-28 変わる医療（病院から地域へ）～地域包括ケアシステム～
座長：上野 道雄 NHO 福岡東医療センター 院長

清田久美子 NHO 横浜医療センター 看護師長

S28-1 行政の立場から（地域包括ケアシステム提供体制の整備について）
松浦 淳 横浜市 健康福祉局 高齢健康福祉部 高齢健康福祉課

S28-2 退院調整看護師の立場から（病院と地域の福祉専門職の連携について）
梅原 のり NHO 水戸医療センター

S28-3 MSWの立場から（病院と地域の福祉専門職の連携について）
篠原 純史 NHO 高崎総合医療センター

S28-4 地域福祉専門職の立場から（病院と地域の福祉専門職の連携について）
我妻 正子 あい薬局 居宅介護支援事業部
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S28-1 行政の立場から（地域包括ケアシステム提供体制の整備について）

○
まつうら じゅん

松浦 淳
横浜市 健康福祉局 高齢健康福祉部 高齢健康福祉課

団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを
人生の最後まで継続できるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が切れ目なく一体的に提供される地域包括ケ
アシステムを地域特性に応じて構築する必要がある。現在、平成 27 年度～29 年度を計画期間とする第 6期高齢者保健
福祉計画・介護保険事業計画について策定を進めているが、2025 年を見据えた地域包括ケア計画と位置付けることに
なる。地域包括ケアシステムを構築するための具体的な手順等を示していく必要がある。特に医療・介護の連携とい
う面では、横浜市では横浜市医師会と協働により、在宅医療を担う医師の確保と医療と介護の橋渡しを行う「在宅医
療連携拠点」を 18 区に整備する予定としている。25 年度に設置した拠点では、介護職員から気兼ねなく医療的な相談
ができるようになったほか、在宅医療を始める医師も増加した。今後、多職種連携や施設を含む在宅看取りに対応す
るための事例検討等の研修が必要と考えている。在宅サービスでは「小規模多機能型居宅介護」、「定期巡回・随時対
応型訪問介護看護」は、地域包括ケアシステムの中で在宅生活を支える中心となるサービスで、本市では積極的な整
備を行っているが、想定したほど利用者数が伸びていないという課題がある。介護予防の観点からは「健康寿命日本
一」を目指した全市民が取り組める健康づくりのムーブメントを起こす取り組みや、地域で継続的に取り組む「元気
づくりステーション」などの事業を進めている。今回は地域包括ケアシステムをどう具体化していくかについて、現
状と課題、今後の方向性について報告したい。

S28-2 退院調整看護師の立場から（病院と地域の福祉専門職の連携について）

○
うめはら

梅原 のり
NHO 水戸医療センター 地域医療連携センター

患者が住み慣れた地域で安全に安心して療養生活が送れるように「病院完結型医療から地域完結型医療」支援に取り
組んできた。平成 26 年度診療報酬改定の重点項目に「2025 年に向けて医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の
充実」が取り上げられ、地域包括ケアシステム（住まい・医療・介護・予防・生活支援）への取り組みが必須となっ
ている。急性期病院における退院調整は、病院だけでは困難であり、地域の在宅医療チームや福祉専門職を含めた多
職種協働によるネットワークの構築が重要となってきている。当院では、退院支援・調整システムの整備として、退
院支援・調整に関する教育、退院調整リンクナース会の発足、多職種間カンファレンス、退院前訪問を実施、平成 26
年度からは訪問看護を開始している。病院から地域へ、病院中心から患者中心の医療へ変わりつつある医療の中で、
退院調整看護師は患者・家族の思いに耳を傾け患者が安心して地域へ戻り、医療だけではなく福祉サービスを含めた
様々な支援サービスが適切に受けられるよう病院から地域へつなぐ役割がある。現在、個々の担当者との情報交換は
実施されているが、地域多職種による情報交換が実施されていないため、退院調整に苦慮する場合がある。院内の医
療関係者、地域の在宅医療チームや福祉専門職、行政と情報を共有し「見える化」へのシステム作りが必須と考える。
地域連携を円滑に進めていくため「顔の見える連携」地域へ開かれた相談しやすい病院を心がけ、地域包括ケアシス
テムの構築に向け、退院調整看護師として、どのようなコーディネートを行えばよいのか今後の課題である。
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S28-3 MSWの立場から（病院と地域の福祉専門職の連携について）

○
しのはら あ つ し

篠原 純史
NHO 高崎総合医療センター 地域医療支援・連携センター 主任医療社会事業専門職

厚生労働省は、地域的かつ包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進しており、各地
域において、その導入が求められている。平成 26 年度診療報酬改定においても、本システムにおける医療機関の位置
づけは、より明確になっている。また、本システムは、専門家だけで構築するのではなく、患者・利用者・地域住民
等の参加や協力が不可欠であることにも大きな特徴がある。本システムを導入する目的は、単に社会保障財源を削減
することではなく、地域的かつ包括的な支援・サービス提供体制が、患者・利用者・地域住民等の医療・介護・福祉
に対するニーズを充足することにある。住み慣れた地域が、他の場所よりも生活の場としての優越性が高いこと（地
域的ケア）、健康は治療医学だけではなく、予防・治療・福祉の多面的な活動で支えられること（包括的ケア）より、
本システムは人々の希望する場所と活動に合致している。これらの希望を背景として、人々の医療に対する価値観は
変化し、本シンポジウムのテーマである「変わる医療」にもあるように、今まさに、医療においてもパラダイムシフ
トが求められている。つまりは、医学モデル（医学によって、病気を治療により除去すること）から、生活の質（QOL）
の向上を目的とした生活モデル（病気が完全に治らずとも、満足のゆく生活状況を作ること）へのシフトが必要とな
る。本シンポジウムにおいては、医療がパラダイムシフトしていく中、医療ソーシャルワーカーはどのような役割を
担うことができるのか、本システムを地域に導入する一つの手段である「地域連携」を適切に行うために、どのよう
な活動をしていくべきかを考察したい。

S28-4 地域福祉専門職の立場から（病院と地域の福祉専門職の連携について）

○
あがつま ま さ こ

我妻 正子
あい薬局 居宅介護支援事業部

厚生労働省は 2025 年（平成 37 年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住
み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供
体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進している。私たちの運営しているほーめっと（戸塚区在宅療養連絡会）は
平成 21 年より医療連携、多職種連携の在り方を考え、構築していくことを目的にチーム戸塚として誰もが安心して在
宅療養生活が送れるようにと発足した。この約 5年間で医師会、歯科医師会、薬剤科医、区役所の協力を得ることが
でき、また各地域ケアプラザの地域包括支援センターのバックアップも得ながら、年 3～4回の勉強会、シンポジウム、
一般市民向け講演会などの活動をさせていただいている。しかし、在宅での連携はできつつあるがまだ病院との連携
には難しいところもあると考えている。今後の課題として（1）病院医師、看護師に介護保険を理解してもらう。（2）
福祉関係者も診療報酬等を理解し病院の置かれている立場を理解する場所を作っていく。（3）高齢者救急に対して在
宅・施設・病院は考えを構築していく必要性がある。（4）患者、家族への教育が挙げられ、これらに関して考えてい
きたい。
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座長のことば

「次世代に継ぐ医療―元気で明るい医療の未来―」をテーマとした第 68 回国立病院総合医学会における
放射線部門のシンポジウムは、第 66 回（神戸）「放射線診療における患者中心の良質な医療の在り方」、第 67
回（金沢）「「チーム医療における現状と今後」（放射線部門でのやさしい医療の検証）」に引き続き、多職種連
携を基盤とした医療安全の観点で行うこととした。
明るい医療の未来は、「安心安全な医療・良質な医療の提供」に裏打ちされる。しかしながら現代の医療

は、高度化と相まって細分化し専門化している。第一優先である「医療安全」に対して、装置個々の高度化
も当然ながら、手技の複雑化を伴う分野が非常に多くなっており、リスクの低減は簡単には立ち行かない。
放射線部門においても、MRI 装置の吸着事故の様に、毎回、注意喚起が成されているにもかかわらず、患者
急変時や不注意などで発生し続ける現状がある。まして、患者周辺の埋め込み器具・化粧品・衣類など注意
しなければならない事項が増えてきており、「安全安心な医療の提供」は当該スタッフの努力によるところ
が多い。
そこで今回、放射線部門の中でも、多職種連携が必須であり、更に直接的に治療行為を実践する、放射線

診断領域 IVRと放射線治療を例にとり、それぞれ専門性を持つ職種間でのチーム医療における医療安全の
現状を発表していただき分析・検討を加えて、チームとして・システムとして「次世代」に渡すべき方向性
を考えたい。

シンポジウム-29 多職種連携で取り組む医療安全の現状
～放射線検査の実情から～
座長：阿部 容久 国立がん研究センター中央病院 放射線治療科 診療放射線技師長

上原 宏 NHO 高崎総合医療センター 診療放射線技師長

S29-1 あなたの施設の診療放射線技師はチーム IVRの一員と言えますか？
池野 直哉 国立がん研究センター中央病院

S29-2 IVR におけるこれからのチーム医療～患者の気持ちに寄り添ったチーム医療を考
える～
浅井 望美 国立がん研究センター中央病院

S29-3 当院における放射線治療の実情から
島 勝美 NHO 北海道がんセンター

S29-4 放射線技師業務と職種連携（安全、安心を提供するために）
古舘 勲 NHO 北海道がんセンター
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S29-1 あなたの施設の診療放射線技師はチーム IVRの一員と言えますか？

○
い け の な お や

池野 直哉
国立がん研究センター中央病院 放射線診断科

IVR 分野では日々、新しいデバイスや薬剤の開発・商品化がされている。放射線機器も同様に IVR�CT systemはもち
ろんのこと、Cone Beam CTの登場、新しいアプリケーション等により、治療精度の向上や新しい治療法、IVR適応
症例の拡大がなされている。そのため、今後とも IVRの需要は益々高くなることが予想される。このように、多岐に
わたる治療法・手技が存在する IVRにとってより安全に手技が完遂することは何よりも重要である。そのためには、
手技に関わるスタッフいわゆる「チーム IVR」の連携を密にすることは重要と考える。しかしながら、IVRでは他の
放射線部門の検査・治療と比べると一人の患者さんに関わるスタッフの職種が多いのが特徴である。多くの施設では
医師・看護師・放射線技師、施設によっては臨床工学技士・臨床検査技師が一つのチームとなって IVRをおこなって
いる。チームの連携は重要と認識しているスタッフは多いと思うが、関わってくる職種が多くなればなるほど、連携
を密にとることの難しさを感じる人は意外に多いのではないかと思う。チームの連携が図れていることは安全な検
査・安全な治療にも繋がると考えるが、様々な学会等でチーム医療や医療安全に関するテーマで多く出てくるのがコ
ミュニケーションである。これらチームの連携（コミュニケーション）を図るために当院でおこなっていることや今
までの経験を基にお話すると共に本発表を聴講した中で一つの施設でも取り入れて頂ければ幸いである。

S29-2 IVR におけるこれからのチーム医療～患者の気持ちに寄り添ったチーム医
療を考える～

○
あ さ い の ぞ み

浅井 望美
国立がん研究センター中央病院 看護部

多様化、細分化の進んだ今日の医療においては、医師、看護師のみならず薬剤師や理学療法士などの多職種が協働し
チーム医療を提供することが必須となっている。医師、看護師、放射線診療技師などが協働して治療を行う IVRの現
場においても、チーム医療が必要なのは言うまでもない。IVRにおけるチーム医療の必要性は、多数の研究会や学会
等で取り上げられており、その関心の高さが伺える。例として、日本 IVR学会では 2000 年の総会で三位一体の IVR
という形で、チーム医療の必要性を唱えた。その後も IVR会誌の特集や学会コメディカルセッションなどで、今もな
お、その必要性について唱えている。これは、IVRでのチーム医療が未だ完成した姿になっておらず、継続した論議
が続いていると考える。今後、完成した姿にするためには、今までの形からより進化し、変化させていく必要がある。
現在行われている IVRでのチーム医療は、各職種の役割の理解、カンファレンスやタイムアウトなどを利用した情報
のシームレス化、これらの取り組みから生まれる職場内の活性化などがあげられる。これらは今後も継続し、また常
に状況に併せてその内容に磨きをかけて行く必要がある。また、IVRにおけるチーム医療を完成させるために必要不
可欠なのは、患者のニーズに応える患者中心の医療の提供である。そのためには、IVR室内だけに留まらず、チーム
で患者訪問するなど、患者がどんな気持ちで治療に望んでいるのか、何を必要としているのかなどをチーム内で考え
て行くことが重要である。患者を中心としたチーム医療を展開することは、今後さらに IVRのチーム医療を発展させ
ていくものと思われる。



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

352 Yokohama, November 14-15, 2014

S29-3 当院における放射線治療の実情から

○
しま か つ み

島 勝美
NHO 北海道がんセンター 診療放射線科

北海道がんセンターは 1日あたり 98 名に対して 111 件の照射件数を扱う放射線治療施設である（2013 年度実績）。外
部放射線治療装置は 3台（そのうち 1台は装置入れ替えに付き 6か月間休止）、密封小線源治療、リモートアフターロー
ディングを有する。人員配置は 1台の外部放射線治療装置に 2名とし、密封小線源治療、治療計画などを 2名で担当
している。現在、放射線治療に関連する認定制度は、放射線物理学や機器工学に関する知識を有する欧米型の医学物
理士を目指す医学物理士、診療放射線技師の中で放射線治療に専門的な知識を持ち、放射線治療に従事する技師を認
定する放射線治療専門放射線技師、放射線治療の精度を担保するために専門的な知識を有すると認定される放射線治
療品質管理士がある。当院の技師 8名のうち医学物理士は 2名、放射線治療専門放射線技師は 4名、放射線治療品質
管理士は 4名であるが、資格はあくまでも最低限の知識があると認定されただけであり、治療技術の向上、精度担保
に対して責任を持つきっかけに過ぎないと考えている。放射線治療における医療安全は臨床的な側面（治療方針、線
量処方）と技術的な側面（幾何学的精度、線量精度）があり双方が機能することにより安全が担保され最大の治療効
果が生まれる。今回は特に臨床的な側面に注目し、当院における治療開始までの患者フローを通して多職種連携で取
り組む医療安全を考えてみたい。

S29-4 放射線技師業務と職種連携（安全、安心を提供するために）

○
ふるだて いさお

古舘 勲
NHO 北海道がんセンター 放射線科

職種連携で安全、安心を提供するために取組んだ 2つの事例を紹介し、多職種で取組む医療安全を考えてみたい。ま
た、がん放射線療法看護認定看護師との連携による放射線治療の安全な実施を考える。1）耐圧 CVポートを使っての
造影CT、MRI 検査耐圧 CVポートを使用するにあたってのマニュアル作成、フローチャート作成、造影剤注入時の圧
測定、使用機材の安全確認、緊急時対応等、医師、医療安全係長、担当看護師、放射線技師がどのように係わり、安
全に使用していける状況を築いたかを紹介する。2）MRI 対応ペースメーカー埋め込み患者のMRI 検査実施現在数社
でMRI 対応ペースメーカーが開発され装着者も増加している。当院でも撮影を実施する機会を得た。事前研修受講と
登録、マニュアル作成、フローチャート作成、検査当日確認、立会いなど、医師、臨床工学士、看護師、技師の連携
を紹介する。3）がん放射線療法看護認定看護師との連携放射線治療をうける患者さんに対し、がん放射線療法看護認
定看護師と放射線技師がどのような連携を持って安全、安心を提供していけるか取組むべき内容精査と問題点等を考
えていきたい。
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座長のことば

病院における口腔ケアには多くの目的があると同時に多くの期待も寄せられている。入院患者は基本的に虚弱
者であり全ての患者が口腔ケアの対象者となる。代表的な対象者には脳血管障害や神経難病などのADL低下患
者、人工呼吸器装着患者、重症心身障害児者、がん治療中患者、終末期患者などがある。そして、口腔ケアによ
り誤嚥性肺炎やVAP、術後肺炎などの院内肺炎の予防、がん治療に伴う口腔併発症予防・軽減効果が期待されて
いる。また、口腔は食べるための器官であり、摂食・嚥下機能のサポートも口腔ケアの重要な役割である。近年、
多職種によるチーム医療の重要性が叫ばれ、口腔ケアも歯科医師や歯科衛生士のみではなく、看護師、言語聴覚
士や作業療法士、管理栄養士など様々な職種との連携により行われている。一方、院内の様々なサポートチーム
においても口腔ケアの重要性は良く知られるところとなっており、NST、摂食・嚥下チーム、呼吸サポートチー
ム、緩和ケアチームなどと口腔ケアチームまたは歯科医師や歯科衛生士が連携して治療やケアを行っている施設
も増えてきている。しかし、国立病院機構病院では口腔ケアの専門家が不在の施設が少なくない。今後、高齢者、
がん患者、重症心身障害児者、神経難病患者、妊婦、小児など様々な患者で益々、口腔ケアの重要性が増加する
ことになると考えられる。本シンポジウムでは院内口腔ケアチームの設立を目指して摂食・嚥下リハビリテー
ションと口腔ケア、NSTと口腔ケア、ICUなどでの呼吸サポートチームと口腔ケア、リンクナース養成のための
院内研修システムの構築、看護師教育と口腔ケアについて5名のシンポジストに講演をお願いした。前半の3
名には各施設における口腔ケアチームの活動状況とメンバー構成、連携しているチームや部署について、後半の
2名には設立までの道筋やシステム作り、口腔ケアの看護師教育における現状と課題について討論していただく。

シンポジウム-30 院内口腔ケアチームの設立を目指して
座長：岩渕 博史 NHO 栃木医療センター 歯科口腔外科

根岸 明秀 NHO 横浜医療センター 歯科口腔外科部長

S30-1 NSTを通して口腔ケアの意味を多職種で理解しよう
藤本 篤士 医療法人 渓仁会 札幌西円山病院

S30-2 クリティカル領域での口腔ケアを効果的に推進するために
松尾 敬子 NHO 岡山医療センター

S30-3 重症心身障害児（者）における摂食嚥下リハビリテーションと口腔ケア
大塚 義顕 NHO 千葉東病院

S30-4 院内研修システム リンクナース養成の構築
玉村 好美 NHO 名古屋医療センター

S30-5 口腔ケアと教育活動
浅野 妙子 東京医療保健大学
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S30-1 NST を通して口腔ケアの意味を多職種で理解しよう

○
ふじもと あ つ し

藤本 篤士
医療法人 渓仁会 札幌西円山病院 歯科

1999 年に Yoneyama らが施設において口腔ケアを行うことにより 40％の誤嚥性肺炎が予防できたことを発表して
以来，口腔ケアの必要性と重要性が見直されて，幅広い取り組みがなされる一方，なかなか取り組みがうまく行かな
い病院や施設もあるようです．原因としては，いずれの施設や病院においても，認知症や神経難病などの疾患により
技術的に難渋する患者が増加していることや，多忙な業務の中で口腔ケアは時間もかかるため後回しや短時間ででき
る範囲を済ませてしまう，効果がはっきりわからない，などという理由をよく聞きます．しかし，その根本にあるの
は口腔ケアの意味や意義ということをしっかりと理解していないこともあるのではないでしょうか．特に口と発熱・
誤嚥性肺炎だけの話と捕らえられがちですが，窒息のリスク管理の重要性や，栄養管理の基本である食支援につなが
る摂食・嚥下機能との関係など，もう少し幅の広い知識を啓蒙する必要があると思います．その際に，まずNSTとい
う多職種で構成される組織を通して幅広い知識の共有から始めるということは効率的かつ効果的であると思います．
本シンポジウムでは口腔ケアを幅広い視点から考えてみたいと思います．

S30-2 クリティカル領域での口腔ケアを効果的に推進するために

○
ま つ お け い こ

松尾 敬子
NHO 岡山医療センター 歯科

入院患者に対する口腔管理は，病期や病態に応じて多職種連携によるチーム医療で推進していくことが重要となる。
特にクリティカルな領域では，循環動態の変化に加え救命につなぐ処置が同時進行で行われているため，厳重な全身
管理下における複数人数でのチーム医療が必須である。また口腔は年齢や疾患により個々の形態や状態が大きく異な
るためその管理方法は決して一律なものではなく，専門的にアセスメントしながらチームで検討し，個別対応による
きめ細やかで精度の高い確実な口腔ケアが求められる。経口気管挿管中やNPPV導入の患者が中心となるため挿管
チューブや酸素マスクの装着によって口腔ケアを困難にする場合が多いが，口腔ケアの目標は人工呼吸器関連肺炎を
はじめとする呼吸器感染症などの合併症予防であり，人工呼吸器離脱後の早期経口摂取への準備をすることにある。
具体的には，機能的刺激や唾液分泌の低下により自浄作用が低下するため増殖しやすくなる口腔内細菌の繁殖を抑制
することや，粘膜損傷などの口腔内トラブルの回避と緩和，さらに気道分泌物の増加や口腔乾燥への対応などである。
そして口腔への機械的刺激による意識レベルの回復や口腔機能の廃用予防なども重要となる。病状の早期回復を促し，
在院日数の短縮へと直結させていくために，安全，安楽で効果的な口腔ケアを関連職種が情報交換しながら，チーム
医療として病院内で推進していくことが重要となる。今回は，当院でのクリティカル領域での口腔ケアの取り組みと
その内容をご紹介しながら，病院内での口腔ケアチームや口腔ケアラウンドの必要性を皆様と考えていきたい。
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S30-3 重症心身障害児（者）における摂食嚥下リハビリテーションと口腔ケア

○
おおつか よしあき

大塚 義顕
NHO 千葉東病院 歯科

重症心身障害児者における摂食嚥下リハビリテーションは、多職種からなるチームアプローチが必要である。しかし
ながら、研修会受講者への調査では、摂食機能療法の重要性は理解できたが、実践において研修内容をスタッフ全体
に伝達し、実行できないとの意見や感想が述べられた。その理由として、チームアプローチを進める責任者がいない、
一緒に取り組む仲間がいない、成果を示す環境が整っていないなどがあげられた。これら問題点を解決するために、
摂食機能療法の普及推進のための研究班を立ち上げた。そこで、摂食機能療法の普及・啓発と人材育成のために、全
施設に多職種からなる摂食チームを編成した。そして、医師、歯科医師に診断・評価法と看護師その他職種に訓練・
指導法の研修会を行い、その後に伝達講習ができるように参考書、評価用紙と手引書、訓練テキスト、訓練用ビデオ
などを配布した。また、摂食機能療法の提供体制の整えるために、摂食機能障害の重症度別 7タイプ分類に従い対象
者の抽出を行い、症例の集積に取り組んだ。食事の形状・名称の統一のための食形態分類などを作成した。実践ごと
に訓練の効果が上がりスタッフの知識やスキルも向上した。今後は、摂食・嚥下リハビリテーションにおける多職種
が連携した研究を推進していく。口腔ケアの評価は、歯科以外の職種にとって歯肉炎や舌苔の評価、診査基準の内容、
用語などがわかりにくいため、その克服によっては、アプローチがスムーズになるものと考えられる。チーム医療の
設立は、組織形態および職員勤務形態が同じ病院機構ならではできる取り組みであり、口腔ケアチームは摂食チーム
と同じプロセスで構築できるものと考えられる。

S30-4 院内研修システム リンクナース養成の構築

○
たまむら よ し み

玉村 好美１、菱田 純代1、井上 陽子1、成瀬 美恵2、堂口 美友紀3、口腔ケアチーム1

NHO 名古屋医療センター 看護部1、NHO 三重中央医療センター付属三重中央看護学校2、
NHO 豊橋医療センター3

名古屋医療センター口腔ケアチームは、2006 年国立看護大学校の摂食嚥下研修への参加により看護学校教官と病棟看
護師によるケアの質の向上を目指す取り組みとしてQCサークルから始まった。長寿医療センター角医師の提唱する
電動歯ブラシを活用した口腔ケアシステムの普及やディスポーザブル排唾管の普及を中心に活動しながら、一方で院
内認定看護師育成も行ってきた。2010 年看護部長の方針により、栄養管理委員会の組織下に口腔ケア委員会が発足し
た。QC活動に続き現在は歯科医師・歯科衛生士・看護師・看護教員を構成メンバーとし、口腔ケア方法の評価、院内
認定看護師教育、口腔ケア回診を中心に活動をしている。認定看護師教育は 1年を通して計 3日の集合教育とOJT、
病棟における 4例の事例報告と伝達講習を研修課題としている。口腔内の解剖と生理、摂食嚥下のメカニズムと障害、
高齢者と口腔トラブル、治療状況に応じた口腔ケアの知識と、普通の歯ブラシを活用したブラッシング技術の習得を
カリキュラムとしている。筆記試験と技術試験を行い、認定を受けた看護師がリンクナースとなる。リンクナースは
育成研修受講中の研修生への事例研修指導を行うことやケア困難事例に対して回診依頼を出し、コアメンバーより
ベッドサイドで直接指導を受けることにより実践力を向上させる教育システムとしている。院内研修開始から 4年、
口腔ケア回診依頼件数は 67 件、院内認定看護師総数は 108 名。2014 年 4 月時点で 82 名の認定看護師が継続して勤務
しているがリンクナース以外の認定看護師の活動状況を把握し、フォローアップ研修を行っていくことが課題となっ
ている。
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S30-5 口腔ケアと教育活動

○
あ さ の た え こ

浅野 妙子
東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部

口腔ケアは日常的な看護技術であるにも関わらず意外に難しいケアとして認識されている。またその必要性も注目さ
れている。そこで 1）学生の口腔ケア教育について臨床との連携を主に述べ、次に数年前に名古屋医療センターで口腔
外科医師、歯科衛生士、病棟看護師、教員の多職種で構成される「口腔ケアチーム」の設立に携わった経験から 2）院
内口腔ケアチームへの教育活動ついて述べる。学生に口腔ケアの単元を教育するにあたり基本的知識の講義の後、学
内演習を院内口腔ケアチームに依頼した。演習には臨床のアイディアを取り入れ工夫された口腔ケアの看護実践モデ
ルを企画するために臨床看護師と教員が協働して取り組んだ。その結果臨地実習において口腔ケア演習で学んだ学生
は実践力が向上し好評を得た。院内口腔ケアチームにとっても、臨床の看護実践を学生に具体的に伝え手応えを得る
よい機会となった。口腔ケアチーム設立の経緯は、学内で口腔ケアの講義を担当する教員が口腔ケアの必要度の高い
病棟に出向き「出前講義」を行うことから始まった。それが病棟ニーズの高まりとなり院内口腔ケア研修会の発足に
繋がった。研修会の演習の場は学内実習室とした。このことがチーム設立の基盤となった。現在、臨床での多様な問
題を解決するためのトレーニング室の設備や体制は十分ではない。また専門分野の人材育成のための方策は研修・認
定・大学院を含め多くの機会はあるが、多様なニーズに対応しているとはいい難い。今後の展望としては口腔ケアを
めぐる科学の進歩と臨床の知をふまえて看護の心を投入し、他に先んじて適切に対応できる口腔ケア専門看護師への
教育活動を行いたいという夢を抱いている。
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座長のことば

重症心身障害児（者）病棟での問題の一つが骨折と考えられます。重症心身障害児（者）の骨粗鬆症は、
不動性の廃用、日光暴露の不足、抗けいれん薬代謝に伴うビタミンD異化亢進などに起因するといわれてい
ます。また関節拘縮による四肢変形も易骨折性の要因となっています。特に寝たきり患者では、介護動作な
ど軽い外力により受傷する脆弱性骨折（介護骨折）が問題となっています。また平成 24 年 10 月に障害者虐
待防止法が施行され、骨折事例の通報や対策が求められるようになり、社会的背景も変化しています。
このシンポジウムでは、現状を把握するため、全国の国立病院機構の重症心身障害児（者）病棟を有する

病院にアンケートを御願いしました。回答率は 86.5％、その結果をNHO四国こどもとおとなの医療セン
ター小児整形外科 横井広道先生に基調講演としてご報告いただきます。また、日頃から骨折予防に力を入
れられ積極的に学会報告をされているNHO西新潟中央病院看護部、NHO甲府病院重症心身障害病棟の看
護師の方々に自院での工夫等をお話しいただきます。またNHO下志津病院小児科 副院長 山本重則先生
には、ネットワーク共同研究でのビスホスホネート製剤の治療効果に関する研究報告をしていただく予定
です。総合討論の後、NHO南京都病院 院長 宮野前健先生に特別発言を頂く予定としています。各病院
での工夫を知ることにより、骨折の予防をはじめ重症心身障害児（者）医療の質の向上につながれば幸いで
あります。

シンポジウム-31 重症心身障害児（者）病棟での骨折予防
座長：梅木 雅彦 NHO 兵庫青野原病院 副院長

横井 広道 NHO 四国こどもとおとなの医療センター 小児整形外科 医長

基調講演 重症心身障害児（者）病棟での骨折の現状：アンケート調査より
横井 広道 NHO 四国こどもとおとなの医療センター

S31-1 FRAXを使用した骨折リスクの視覚化によるケアの見直し
飯塚 幸子 NHO 西新潟中央病院

S31-2 骨折予防ケアに対する多職種との協働―骨折予防プロジェクトチーム発足から現
在までの活動について―
永嶋まゆみ NHO 甲府病院

S31-3 重症心身障害者の骨粗鬆症に対するビスホスホネート製剤の治療効果に関する研
究報告―ネットワーク共同研究を利用して―
山本 重則 NHO 下志津病院

特別発言
宮野前 健 NHO 南京都病院
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基調講演 重症心身障害児（者）病棟での骨折の現状：アンケート調査より

○
よ こ い ひろみち

横井 広道
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 小児整形外科

【はじめに】重症心身障害児（者）病棟における骨折の現状を把握するために平成 24、25 年度の骨折の発生状況につ
いて調査したので報告する。【方法】国立病院機構重症心身障害協議会に所属する全国 74 施設に対してアンケート調
査を本年 6～7月に実施した。調査内容は重症心身障害児（者）病棟での骨折患者数、その中での手術患者数、整形外
科医の対応、骨折予防策についてとした。電子メールによりアンケート用紙を送付し、ファクシミリまたは電子メー
ルによる回答を依頼した。【結果】64 施設より回答が得られた（回答率 86.5％）。総骨折発生件数は平成 24 年度 144
件、25 年度 160 件であった。1施設当たり年間発生件数は 24 年度 2.25 件、25 年度 2.5 件となった。回答が得られた施
設の重症心身障害児（者）総数は 6654 名であり、重症心身障害児（者）100 名当りの年間発生件数は 24 年度 2.16 件、
25 年度 2.4 件であった。手術治療が行われた件数は 24 年度 37 件、25 年度 44 件であり、全骨折に占める手術例の割合
は 24 年度 25.7％、25 年度 27.5％であった。また上記骨折の中で、いわゆる動く重症心身障害児（者）の骨折数は 24
年度 5件、25 年度 11 件であり、動く重症心身障害児（者）100 名当りの年間発生件数は 24 年度 0.47 件、25 年度 1.03
件であった。整形外科医が常勤で対応している施設は 24 施設（37.5％）であった。骨折予防策については、ほぼすべ
ての施設で何らかの取り組みがなされていた。【考察】吉野らの平成 7年度の国立施設における調査では年間骨折発生
頻度は 100 名当り平均 1.1 件であり、今回の調査結果はこれよりも多い結果であった。各施設における予防施策で模範
となるものを紹介して今後の予防策の充実につなげていきたい。

S31-1 FRAXを使用した骨折リスクの視覚化によるケアの見直し

○
いいづか さ ち こ

飯塚 幸子
NHO 西新潟中央病院 看護部

当病棟には、1歳から 67 歳の患者 60 名が入院している。2011 年度に 6件の骨折が発生し、骨折に対するスタッフの
関心が高まった。骨折に至った状況は、患者移動や体位変換、オムツ交換等の介助時に発生していた。一般的に、重
症心身障害児（者）（以下 重心児（者））は、患者自身の身体状況の悪化、骨の脆弱性による骨折発生率は、2～4％と
高い。脆弱骨折がおきる要因として、骨脆弱性に対する援助者の理解度や認識等が強く関与しているのではないかと
考えた。看護師介助で歩行できる患者や、身体の側弯・変形・拘縮・緊張等の少ない患者に対し、看護師のアセスメ
ントが不足していたことがわかった。そこで、FRAX（WHO骨折リスク評価ツール）を利用し骨折リスクを評価し、
それを視覚化した。骨密度検査は、重心児（者）の負担が増し、計測不能な患者もいるが、FRAXでは簡易に測定で
き、骨折リスク評価を推測できる利点がある。骨密度結果より骨粗鬆症患者は 90％であり、FRAXによると今後 10
年間での骨折リスク 15％以上の患者は、約 40％であった。そこで、2012 年に骨折リスクの高い患者の衣服の工夫を
行った。それまでの衣服は、上下のスエットがほとんどであり、2012 年以後必要時骨折リスクを元に変更し、上着の
前開き・ズボン、スカート等患者毎の衣服の更衣を負担無くできるようにした。2013 年には、体位変換やポジショニ
ングについての学習会を行い、骨折予防を考慮したポジショニングの検討を行った。実際の援助を動画撮影し、看護
師自身が行っているポジショニングを振り返った。また、理学療法士のフィードバックを受け、患者個々の特徴を考
慮したポジショニングができるように取り組んでいる。
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S31-2 骨折予防ケアに対する多職種との協働―骨折予防プロジェクトチーム発足
から現在までの活動について―

○
ながしま

永嶋 まゆみ
NHO 甲府病院 重症心身障害病棟

当院の重症心身障害病棟の入院患者層は高齢化し、同時に乳幼児の新規入院が増え 2極化している。超重症児・準超
重症児はH20 年以降 30％を超え、H26 年 7 月現在は 43.8％である。重症心身障害 3個病棟で発生した骨折件数は、H
21 年度 4件、発赤腫脹などで発見され、その都度、看護師が事例検討を行い再発防止に努めたが、原因が不明確であっ
た。看護師だけの予防対策では難しいとの問題提起により、H22 年 6 月に骨折予防プロジェクトチームを立ち上げ活
動を開始した。その後の骨折件数は、H22 年度 3件、23 ,24 年度 1件、25 年度 2件である。【骨折予防プロジェクトチー
ムについて】1）チームメンバーは、医師・看護師・医療安全係長・理学療法士・療育指導員・保育士で構成された。
2）骨折リスクの評価は検査データとして骨密度、XP、血液検査、理学療法ではROM、ADL評価、ポジショニング評
価を行い、客観的に評価できる体制を整えた。3）骨折予防のための骨粗鬆症薬の検討がされた。4）「骨粗鬆症につい
て」「安全な移乗方法について」等研修会を開催し、知識・技術の向上を図った。【効果】1）多職種と協働し、多角的
視野で骨折予防対策を実施する体制が定着化した。2）各病棟の骨折予防ケア班による骨折予防計画立案（薬剤選択、
ポジショニング等）・実施・評価が定着した。3）病棟主催で勉強会が定期的に実施され、患者に合わせた直接的援助
に繋げられている。【今後の課題】外来との連携により、外来受診や短期入所時に重症度の高い患者、高齢化による骨
折リスクの高い患者に対し、骨折リスクに対して評価や指導を実施することで、在宅療養時からの骨折予防の取り組
みができる。

S31-3 重症心身障害者の骨粗鬆症に対するビスホスホネート製剤の治療効果に関
する研究報告―ネットワーク共同研究を利用して―

○
やまもと しげのり

山本 重則
NHO 下志津病院 小児科

重症心身障害児者の骨粗鬆症を改善して脆弱性骨折の発生を抑制することを目的に、国立病院機構ネットワーク共同
研究を利用して、エビデンスを創出するため、以下の研究を実施した。
方法：国立病院機構病院 16 施設に入院中の 18 歳以上の大島分類 1，2，3，4で骨密度 70％未満の重症心身障害者を
対象とした。コントロール群（C群）とエチドロネート（商品名：ダイドロネル）群（D群）との 2群にランダムに分
け、治療・経過観察を行った。C群では従来の治療を継続し、D群ではダイドロネルを投与した。試験開始後の脆弱性
骨折の発生を主要エンドポイントとし、試験開始前後での骨密度の変化と骨代謝マーカーの変化を副次的エンドポイ
ントとした。
結果：解析対象は 414 名。観察期間の中央値は 25 か月。試験開始後、C群 212 例中 4例、D群 202 名中 3例で脆弱性
骨折が発生したが、有意差はなかった。腰椎骨密度では、D群において骨密度低下が有意に抑制された（18 か月時 p＝
0.008、24 か月 p＝0.005）。骨吸収マーカーの血清TRACP5b においては、試験開始後 6か月、12 か月、18 か月、24
か月のいずれにおいてもD群において有意な低下（p : 0.0001 未満）が認められた。有害事象に関しては、有意な差は
認められなかった。
結語：本研究により、エチドロネートの投与により骨粗鬆症の改善ないしは進行の防止を証明する有意な結果を得る
ことができた。今後、より強力で、より病態にあった骨粗鬆症治療薬を用いることにより、重症心身障害者の脆弱性
骨折の発生が抑制されることが期待される。
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座長のことば

平成 24 年 3 月に文部科学省・厚生労働省から「臨床研究・治験活性化 5か年計画 2012」が策定され、本
年で 3年目を迎えている。臨床研究中核病院を中心として、臨床研究でも着実な進展がみられている。一方
で、大変残念なことであるが、わが国を代表する大学や研究機関が中心となって行なわれた基礎研究、臨床
研究で、信頼性を損なうような事案が相次いで発覚している。国際的な信用を取り戻すためにも、今後、質
の高い治験、臨床研究を、わが国から世界に向けて発信し続けていく必要がある。そこで、今回のシンポジ
ウムでは、国際水準の研究をサポートする最近の取り組みについて、ご紹介いただく予定である。
現在、わが国の医学系研究は、「疫学研究に関する倫理指針」と「臨床研究に関する倫理指針」の 2つの

指針に基づいて行われているが、本シンポジウムでは、まず、両指針を統合して新しく制定される「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に関して、厚生労働省よりご講演をいただく。続いてNHO唯一の
臨床研究中核病院である名古屋医療センターからモニタリング支援体制について、NHO本部総合研究セン
ターからは、治験管理システムについて、最後に現場のCRCから、地域の治験ネットワークの現状につい
て、紹介していただく予定である。
これからのわが国の治験、臨床研究を担っていく若い世代の医師、CRCは勿論であるが、様々な職種の多

数の方々に参加していただき、今後の方向性を再認識していただければと思う。是非とも活発な議論をお願
いしたい。

シンポジウム-32 次世代に継ぐ治験・臨床研究
―国際水準の研究を推進するシステムの構築―
座長：小松 達司 NHO 横浜医療センター 臨床研究部長

北山 聡子 NHO 本部 総合研究センター 治験専門職

S32-1 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
吉岡 恭子 厚生労働省 医政局

S32-2 ICH�GCP準拠臨床試験に必要な施設訪問モニタリング支援体制の構築と実践
米島 正 NHO 名古屋医療センター

S32-3 治験管理システムの運用状況とネットワークでの取り組みについて
小林 卓馬 NHO 本部

S32-4 静岡県治験ネットワークについて
稲吉 隆行 NHO 静岡医療センター



第 68回国立病院総合医学会 361

S32-1 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針

○
よしおか きょうこ

吉岡 恭子
厚生労働省 医政局 研究開発振興課

「疫学研究に関する倫理指針」と「臨床研究に関する倫理指針」の適用対象となる研究は多様化しており、その目的・
方法等には共通するものが多くなってきている。このため、どちらの指針を適用するか分かりにくいという研究者か
らの声もあり、平成 20 年に厚生学審議会臨床研究の倫理指針に関する専門委員会が取りまとめた『「臨床研究に関す
る倫理指針」の改正についての報告』において両指針の統合について検討する旨の要請があった。それを踏まえ、平
成 24 年に厚生科学審議会科学技術部会で両指針の見直しを合同で進める旨の要請がされ、文部科学省及び厚生労働省
の両省で合同会議を設置し、統合指針として指針の改正の検討を進めてきた。現行の両指針については、研究者等の
責務と研究の実施に係る手続が各章に混在していたため、基本的な責務や研究の実施に係る手続を概観することが困
難であった。そこで統合指針においては、研究者等、研究責任者及び研究機関の長が自らの責務を把握しやすくする
ため、第 2章で概括的な責務を記載し、具体的な手続は第 3章以降の各章で記載している。その他にもインフォーム
ド・コンセントに関する規定の整理やインフォームド・アセント及びバンク・アーカイブに関する規定を新設した。
また、昨今の臨床研究の信頼を揺るがす事案等を踏まえ、研究に関する試料・情報等の保存の義務化や研究者に関す
る利益相反の管理，モニタリング・監査についての規定も新設しており、これまでの倫理指針からは大幅に内容が変
更されることとなる。これらの変更点も踏まえ、研究実施機関や研究者が運用に混乱を来さないよう適宜詳細な説明
等の対応が必要と考える。

S32-2 ICH�GCP準拠臨床試験に必要な施設訪問モニタリング支援体制の構築と
実践

○
よねじま ただし

米島 正
NHO 名古屋医療センター 臨床研究支援室

名古屋医療センター（以下、当院）は、平成 25 年 4 月に全国 143 病院からなる国立病院機構（NHO）を代表して臨床
研究中核病院に選定され、医師主導治験や ICH�GCP準拠臨床試験など質の高い臨床研究の発展に寄与できる体制を
整備してきた。この中で特に原資料との照合（SDV）を含む施設訪問モニタリングは重要な課題の 1つであるが、高
額であることが問題となっている。
当院では、平成 24 年度よりNHO内の施設訪問モニタリング実施体制を整備してきた。臨床研究・治験活性化協議会
参加医療機関の 5拠点（東京医療センター、大阪医療センター、四国がんセンター、九州医療センター、当院）に、
仙台医療センター、九州がんセンターを加えた 7拠点をモニタリングハブ施設とし、上級者CRCを各 2名ずつ選出
し、モニター教育・育成を行った。これまで 5回の研修会を実施し、SDVを含むモニタリングの総論・各論の講義、
SDV実習と実務研修などより、モニタリング体制構築に必要な知識、資材、体制の確認、運用に関わる課題抽出と対
策など検討してきた。同時に、実務研修より得られた SDVの実データを用いたシミュレーション実験を行い、リスク
ベースドモニタリングとして利用可能な「サンプリング SDVの方法論」に関する検討も行ってきた。更には、当院が
独自開発したEDC（Ptosh）による迅速な安全性情報管理、文書管理システム（Tdoch）の利用など、ITを駆使した
効率化を図り、高品質かつ妥当なコストで臨床試験を実現する体制を整備してきた。
本シンポジウムでは、モニタリングハブシステムを活用した ICH�GCP準拠国際共同研究の実情も含め、取り組みを紹
介する。
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S32-3 治験管理システムの運用状況とネットワークでの取り組みについて

○
こばやし た く ま

小林 卓馬
NHO 本部 総合研究センター 治験研究部 治験推進室

平成 26 年 4 月から新治験管理システムが稼働し、それまで別々のシステムであった旧治験管理システム（主に費用の
請求等を管理）と、CRC�Log Book（主に治験等の進捗状況等を管理）が統合された。統合されるまでは、CRC�Log
Book に進捗に関する情報を入力せずとも、旧治験管理システムから費用の請求が可能であったため、進捗情報の入力
が遅れるケースが散見されたが、統合後は入力した進捗情報に基づいて請求が行われるため、進捗情報入力の即時性
の向上が期待されるところであり、今回、進捗情報入力の即時性について現状を報告する。また、その他、治験推進
のための国立病院機構ネットワークでの取り組みについて、紹介・報告する。

S32-4 静岡県治験ネットワークについて

○
いなよし たかゆき

稲吉 隆行
NHO 静岡医療センター 治験管理室

臨床研究・治験活性化 5か年計画 2012（平成 24 年 3 月 30 日文部科学省・厚生労働省）では、治験ネットワークの促
進が挙げられており、「治験ネットワークにおいてコアとなる病院（治験ネットワーク事務局となる病院）はリーダー
シップを発揮し、症例集積性を高めるために、例えば病床数が 400～500 床程度の 3～5の医療機関があたかも 1医療
機関のように機能できる体制を構築する。」、「また、各治験ネットワークはその活動状況（受託治験数、実績等）をウェ
ブサイト等で公開する等、可視化の推進に努める。」と記載されています。静岡県治験ネットワークは県職員で構成さ
れるファルマバレーセンターが中心となり、CRCを配置している県内 28 の中核病院（200 床以上）で形成されていま
す。各施設は、受託可能な専門領域をWeb上で公開し、ネットワークとしても様々な領域の治験・臨床研究を幅広く
受託できるようにしています。更に、複数の登録病院が同じ治験を受託した場合、各施設間で情報交換等が行われる
ため、高品質なデータを迅速に提供可能であるとしています。現在、治験受託窓口を一元化し、手順書等を統一して
いますが、共同 IRBは未設置です。静岡県の様々な特徴を活かし、より魅力的なネットワークの構築を目指していま
す。また、ファルマバレーセンターと施設委員から選ばれた世話人で企画した教育研修会（年 2～3回）へネットワー
ク参加病院の治験関係者は積極的に参加し、質の確保、レベルの向上に努めています。今回、ネットワークの概要と、
施設委員として参加しているWGで実施した内容についてご紹介します。
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座長のことば

医療技術の発展によって、検査、診断、治療の選択肢は、日に日に増大し、しかも常に変化している。そ
のような状況の中、患者やその家族は多くの選択肢から自分にとって最も適切なものを選んでいかなくて
はならない。
現代社会は自己決定こそが人間の尊厳とも言われるほど重要なキーワードになっており、医療において

も様々な倫理に明記されている。しかし、自己決定できないような障害者や子供や認知症高齢者などは家族
等による代理意思決定（健康管理に関する判断を自分自身で行うことができない人のために意思決定を行
うこと）が必要となる場面も存在する。また、猪飼（2011）が指摘するように、自己決定できる個人であっ
たとしても医療・福祉などにおいては擬制的な自己決定場面もつくりだされている。さらには、患者、家族
の意思決定を支援する医療者の立場として、限りある医療資源を誰にどのようにして配分していくのかと
いう現実的な問題にも直面する。
このような中で医療者はどのように患者にとって最善をともに考え、患者や家族の意思決定を支援して

いくのか、そこにどのような倫理的ディレンマを感じているのか。そして、そのディレンマや臨床場面をど
のように解決しているのか。このような現代医療の問題を医師・看護師・作業療法士・医療ソーシャル
ワーカーの 4職種のシンポジストからそれぞれの専門分野の現状についてお話しを頂き、会場の皆様と意
見交換をしていきたいと考える。

シンポジウム-33 医療における臨床倫理を考える
～患者家族の意思決定を支えるもの～
座長：尾藤 誠司 NHO 東京医療センター 臨床研修科医長�臨床疫学研究室長

井上 祥明 NHO 別府医療センター 医療社会事業専門員

S33-1 Crisis Standards of Care～災害・危機的状況下での意思決定のために～
霧生 信明 NHO 災害医療センター

S33-2 患者の意思決定に関する倫理的問題について
江崎 陽子 国立成育医療研究センター

S33-3 生活者の視点に立つ医療のあり方～希望に基づく支援～
大島 真弓 国立精神・神経医療研究センター病院

S33-4 患者家族の意思決定を支える～プロセスとしての告知におけるソーシャルワー
カーの役割～
植竹 日奈 NHO まつもと医療センター 中信松本病院
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S33-1 Crisis Standards of Care～災害・危機的状況下での意思決定のために～

○
き り う のぶあき

霧生 信明
NHO 災害医療センター 救命救急センター

災害とは、その対応において需要が供給を超えたアンバランスの状態と定義されるが、東日本大震災は今までの通常
の災害という規模をはるかに越えた対応が必要であった、Catastrophic disaster と考えられる。特に地震後に襲った津
波の被害により病院が孤立状態に陥ったり、避難を余儀なくされた例が報告されており、圧倒的な需要と供給のアン
バランスの下、限られた人的、物的資源を如何に分配するかということが問題となった。米国においてはこの問題は
Crisis Standards of Care として議論され続けている。2001 年の 9�11 同時多発テロの発生、それに引き続いて起こった
炭疽菌テロ以降、この問題が注目され、2003 年の SARS（Severe Acute Respiratory Syndrome）流行の際の人工呼吸
器不足、2009 年の H1N1 の Pandemic により、この問題が現実味を帯び、早急な取り組みが必要となった。しかしこ
の問題が最も注目されたのは、2005 年のハリケーン・カトリーナの際、孤立した病院において避難不能患者に対して
医師が安楽死を行うという事件が起こったことであった。このような状況下では、何を選択の基準としても、限られ
た医療資源の提供に際しては大きな倫理的判断が要求される。また、どのような基準で医療を提供するかは法律上、
明確には示されておらず、実際に被災者を診療する医療者がそれにより告訴や刑事訴追の危険性から守られているわ
けではない。結果的に生じた過失に対して、法律的保護がないならば、医師や看護師が被災者の救助、診療を放棄す
る可能性もあり得る。日本においても、このCrisis standards of care という概念について医療者のみではなく社会全体
で検討することは極めて重要であると考えられる。

S33-2 患者の意思決定に関する倫理的問題について

○
え さ き よ う こ

江崎 陽子
国立成育医療研究センター 看護部

当センターの患者・家族の意思決定支援においては、対象が小児であり、成長発達過程であること、理解力・自己決
定能力に乏しいことから、子どもの意思表明権を保証しながら、家族とともに子どもの最善の利益を考え決定するこ
とは難しい場合がある。子どもに必要な説明内容、また説明方法の選択がきちんとなされていないというインフォー
ムド・アセントに関する問題や、子どもより家族の意向を重視してしまうという患者の自己決定に関する問題に遭遇
し、日常的な臨床場面で倫理的ジレンマを感じる看護師は多い。インフォームド・アセントは、子どものヘルスリテ
ラシーの獲得につながるため、プリパレーションの充実を図ることや多職種でカンファレンスで子どもへの説明方法
やタイミングを共有することの大切さを感じている。子どもが、成長発達段階に応じて疾患・治療の理解がすすみ、
自己決定できるように、医療者や周囲の大人たちが意識して関わる必要がある。看護師が倫理的問題に直面した場合、
一人で抱えこまずに、カンファレンスで話し合い、看護管理者に相談し、問題の焦点化を行っている。その上で、多
職種で話し合い、子ども・家族の状況を多面的にとらえ、情報を共有し、子ども・家族に関わる上での役割分担を行
い、対応をしている。子ども・家族を中心に多職種チームで決定したことを優先させ、統一した対応を行っているが、
疑問や問題を感じた場合には、再度話し合うことが必要である。意思決定支援は、子どもの自律を促す重要な支援で
あり、成人移行の面からも、非常に大切であると考えている。
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S33-3 生活者の視点に立つ医療のあり方～希望に基づく支援～

○
おおしま ま ゆ み

大島 真弓
国立精神・神経医療研究センター病院 リハビリテーション部 精神リハビリテーション科

リハビリテーション医療に関わるスタッフとして、患者さまの希望はとても大切なものです。セラピストは、患者さ
まが事故や病気を経て、前向きに希望を持って人生を再構築していくことを願っています。治療ゴールを考える時、
患者さまの生活の歴史とご家族との関係、病気や障害に対する捉え方は、退院後の生活環境を把握するのと同様に非
常に重要な情報です。本来であれば、丁寧に情報収集をし、ご本人やご家族との話し合いを経て治療計画は立てられ
るべきだと思います。しかし、現行の医療システムでは、入院期間や単位数のノルマに縛られて、患者さまやご家族
との十分なコミュニケーションがとられていないように思います。障害に関する予後予測と患者さまの希望の間で悩
むセラピストは少なくないでしょう。セラピスト自身も退院後の患者さまの生活をイメージした治療計画がたてにく
くなっているようにも思います。
精神障害領域ではリカバリー指向に基づく他職種チームによる患者さまを交えた話し合いによって治療計画を作って
いくスタイルやインフォームドコンセントを超えて shared decision making という合意形成のモデルがあります。ご
本人の意志を尊重し、希望を支えるアプローチです。現在取り組んでいるこの様な精神科での支援について紹介し、
臨床経験をもとにリハビリテーションに携わるスタッフが患者さま・家族の意志決定を支える為に、生活者の視点で
患者さまを観ること、一緒に希望を見いだすこと、そのために必要な専門的技術以前のコミュニケーションスキルと
想像力の重要性について言及したいと思います。

S33-4 患者家族の意思決定を支える～プロセスとしての告知におけるソーシャル
ワーカーの役割～

○
うえたけ ひ な

植竹 日奈
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 相談支援センター

医療の中ではさまざまな決定がおこなわれる。パターナリズムによる「お任せ医療」の時代は終わり、患者さんたち
は、いくつかの選択肢を提示され、自らの意思で何かを選び取らねばならない。薬をのむかどうか。検査を受けるか
どうか。手術を受けるかどうか。抗がん剤を続けるかどうか。蘇生措置を希望するかどうか。人工呼吸器を装着する
かどうか。いのちの、人生の、生活の岐路となるそれらの決定の過程において、ソーシャルワーカーはどのような支
援をおこなうべきだろうか。「医療ソーシャルワーカー倫理綱領 行動基準」は以下のようにその責務を宣言している。
『医療ソーシャルワーカーは、すべての人が持つ自らの人生を自らの判断で決定する権利を尊重して実践を行なう。ま
た、クライエントがクライエント自身の自己実現に向けてより良い決定できるよう選択の幅を広げ、決断する力を増
すように援助し続ける。保健医療分野では、多くの重大な意思決定がされる。治療上の決定には医学的情報だけでな
く、社会的な状況が大きく関わることがある（経済的な理由で治療選択を躊躇する、など）。インフォームドコンセン
トやインフォームドチョイスの過程を援助することは医療ソーシャルワーカーの重要な役割である。医療ソーシャル
ワーカーはクライエントの目線でクライエントと共に医師の説明を聞き、動揺し混乱したクライエントを心理的にサ
ポートしながら、クライエントが自らのもっとも利益となる自己決定をすることができるように援助する。』この宣言
が実際の治療場面でどのように展開できるのか、すべきなのか。神経難病、がん、AIDSなど、具体的な症例をまじえ
ながら話題提供したい。
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座長のことば

今から 50 年前の 1964 年 5 月に西多賀病院と下志津病院に進行性筋萎縮症の専門病棟が開かれ、ここから国立
療養所における筋ジストロフィー（筋ジス）医療が始まった。同年末には 8病院で 100 床に、1980 年までに全国
の 27 国立療養所に併せて 2500 床の筋ジス病床が整備されてきた。しかし、筋ジスは進行性の難治性疾患そのも
のであり、治療法を含めて療養の各方面においても、当初は対処方法が不明で、筋ジス医療は五里霧中を徒手空
拳でスタートしたと言っても過言ではなかった。期を同じくしてスタートし、長らく続いた筋ジスの班会議にお
いて、各療養所での経験や研究成果を持ち寄ってノウハウを蓄積し、それらを均てん化して歩んできた。1990
年頃より、人工呼吸器療法でデュシェンヌ型では寿命が 10 年以上延長し、それを搭載した電動車いすが当たり
前になり、ITによって患者は社会や世界に繋がるなど、筋ジス患者の療養は時間的にも空間的にも精神的にも拡
大してきた。
旧・国立療養所が移管した現在の国立病院機構においても、担うべきセイフティネット医療の中において、い
わゆる筋ジス医療は大きな柱となっている。いかに、難治性筋疾患に専門性のある医療行為を安心して安全に提
供するかが、携わる職員の使命であるのは言うまでもない。また、独法化後、急速に各病院の療養介護（筋ジス）
病棟は近代的に整備されてきており、遺伝子工学や、ロボット工学、IT技術などによる、21 世紀の新しい医療
に備えている。また、医療や福祉を行う上での、それをサポートする社会の仕組みも変化しつつある。
このシンポジウムでは、この 50 年の国立医療機関での筋ジス医療の歩みを振り返るとともに、遺伝子治療を
主とする明日の医療の展望も考えてみたい。

シンポジウム-34 筋ジストロフィー医療 50周年記念シンポジウム
「筋ジストロフィー医療の転換点をむかえて」
座長：梅田 珠実 NHO本部 理事

小長谷正明 NHO 鈴鹿病院 院長

S34-1 筋ジストロフィー医療のこれまでの 50年とこれからの 50年
川井 充 NHO 東埼玉病院

S34-2 筋ジストロフィー医療の転換点を迎えて―これからの多職種連携のありかた―
中村 州子 医療法人財団保養会 竹丘病院

S34-3 筋ジストロフィー病棟の過去・現在・未来
貝谷 久宣 一般社団法人 日本筋ジストロフィー協会

S34-4 筋ジストロフィーに対する新たな治療へ
武田 伸一 国立精神・神経医療研究センター
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S34-1 筋ジストロフィー医療のこれまでの 50年とこれからの 50年

○
か わ い みつる

川井 充
NHO 東埼玉病院 院長

筋ジストロフィーの医療の歴史は「直すことができない原因不明の希少疾患にどう取り組むべきか」を如実に示して
いる。この疾患に体系的な医療が提供できるようになったのは国立療養所に筋萎縮症病棟が開設された 1964 年のこと
である。以来日本の筋ジストロフィー対策は国立療養所における医療、研究班による研究、養護学校における教育を
3本柱として進められてきたので、その後発展した難病対策とは一線を画している。医療面に限ると、1960�70 年代に
は主として脊柱変形と関節拘縮を予防して運動機能を保つためのリハビリテーションに力が注がれ成果をあげた。
1980�90 年代にかけて人工呼吸などの呼吸管理が体系的に取り入れられた。2000 年代には心筋障害対策が進み、現在
ではデュシェンヌ型筋ジストロフィーの平均寿命は 30 歳代半ばに達している。50 年前に現在の姿は全く予想できな
かった筈である。これらをふまえて 2014 年に「デュシェンヌ型筋ジストロフィー診療ガイドライン」日本神経学会、
日本小児神経学会、国立精神・神経医療研究センターの 3者で編纂された。筋ジストロフィーの医療はその時点で利
用できる技術を総動員して成果をあげてきた。多方面の専門家がかかわるだけでなく、多職種が連携していることに
特徴がある。また発足時から患者団体と二人三脚で進められてきた。小児の疾患であるため発達を念頭におくこと、
遺伝カウンセリングが重要であること、家族全体を対象とすることも特徴である。現在治療法開発の動きは急速で、
難病への移行も検討中である。50 年後に筋ジストロフィーが直せるようになっているかどうかはわからないが、患者
の人生は想像できないほど変わっているだろう。

S34-2 筋ジストロフィー医療の転換点を迎えて―これからの多職種連携のありか
た―

○
なかむら しゅうこ

中村 州子
医療法人財団保養会 竹丘病院 看護部

【はじめに】昭和 39 年に国立療養所西多賀病院、下志津病院で筋ジストロフィー患者の入院治療が始まり平成 26 年が
50 年の節目にあたる。患者の受け入れと同時に養護学校との連携で療育指導室も設置され患者のサポートが開始され
た。その間患者の病状の進行とともに医療の進歩が著しく非侵襲的人工呼吸が導入され、現在人口呼吸器は患者の約
70％使用されるようになった。そして、看護職だけでは患者のケアの質の確保が厳しい状況にありそれに加え、医療
安全の確保と必要性も求められるようになった。【結果】平成 8年に療養介助員の導入がされ、臨床工学士の採用など
により専門的な役割遂行と協働の取り組みがされてきた。又厚生労働省の指定研究班は研究と共に医療・看護・福祉
などの質の向上に取り組んできた。平成 23 年度国立病院機構共同研究結果で専門知識を班会議で 5％の職員が習得し
ていた。又看護師が勤務上必要と思う知識項目は多職種の協力が必要であった。デュシャンヌ型筋ジストロフィーは
「20 歳までは生きられない疾患」と言われていたが医療の進歩で平均年齢が約 10 年近く伸びている。そのような長い
年月の中で、医師、看護師、指導員、PT、OT、療養介助員、栄養士、臨床工学士など多くの専門職種が関わり、患者・
家族と共に悩み、喜び得ながらを経て現在があると考える。そして、旧国立病院から担ってきた筋ジストロフィー医
療・看護・介護は専門性の教育の継続と研究を持続していくことが必要である。又、専門性が求められる看護師の質
の確保や患者・家族・各職種のサポートをどのようにしていくかが大切であるとともに今後も取り組むことが必要と
考える。
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S34-3 筋ジストロフィー病棟の過去・現在・未来

○
か い や ひさのぶ

貝谷 久宣
一般社団法人 日本筋ジストロフィー協会

昭和 39 年に一般社団法人 日本筋ジストロフィー協会の前身「全国進行性筋萎縮症児の親の会」が結成され、その代
表者たちによる関係部局への患者救済対策の陳情により同年 5月には「進行性筋萎縮症対策要綱」が定められ、国立
下志津療養所と国立西多賀療養所にそれぞれ 20 床の専門病棟が設けられた。その後、全国 27 の国立療養所に合計
2500 床まで増床された。本報告ではこのような国立病院内における筋ジストロフィー病棟の歴史を振り返り、現状に
ついてふれ、将来像を描くものである。

S34-4 筋ジストロフィーに対する新たな治療へ

○
た け だ しんいち

武田 伸一
国立精神・神経医療研究センター トランスレーショナル・メディカルセンター

デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）は、X�染色体連鎖性遺伝形式をとり、ジストロフィンの欠損を原因とする
遺伝性筋疾患であるが、未だ筋変性・壊死を阻止する決定的な治療法はない。現在、最も注目されている治療法とし
てアンチセンス・オリゴヌクレオチド（AON）を用いたエクソン・スキップ誘導療法がある。
我々は、ジストロフィン遺伝子のイントロン 6のスプライシング変異によりエクソン 7が欠失し、ジストロフィンの
発現を欠く筋ジストロフィー犬に対し、モルフォリノで合成したAONを投与した。その結果、ジストロフィン遺伝子
のエクソン 6と 8のスキップにより、全身骨格筋でジストロフィンが発現し、骨格筋障害の進行が抑制されることを
明らかにした（Ann Neurol, 65 : 667�676, 2009）。またより多くのDMD患者に応用可能な、ジストロフィン遺伝子のエ
クソン 51 スキップに関して、エクソン 52 を欠失したマウスモデル（mdx52 マウス）に対し、同じくモルフォリノの
全身投与による広範なジストロフィンの発現と骨格筋障害の改善効果を明らかにした（Mol Ther, 18 : 1995�2005,
2010）。我々はこれらの成果に基づき、日本新薬株式会社と共同開発契約を結んだ上で、ジストロフィン遺伝子のエク
ソン 53 スキップを目的として、医師主導治験に向けた準備を進めてきた。医薬品医療機器総合機構（PMDA）とも折
衝を重ねた結果、2013 年 10 月、DMD患者に対し、早期探索試験を開始し、2014 年 5 月現在大きな有害事象なく順調
に経過している。
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座長のことば

現在、がん地域連携クリティカルパス（以下、連携パス）は平成 19 年に閣議決定された「がん対策推進基本計画」に基づき計画的に推進されてい
る。がん診療連携拠点病院に指定されるためには、連携パスの整備が必要である。一方、脳卒中連携パスは、平成 20 年度から「厚生労働省における
医療の効率的な提供の推進に関する施策」に基づき急性期計画管理病院―回復期リハビリテーション病院間で保険収載され広く活用されるように
なった。さらに平成 22 年の診療報酬改定に伴い回復期リハビリテーション病院―診療所間に拡大され今日に至っている。
がん連携パスは、五大がんにおいてがん診療連携拠点病院と診療所とで役割分担を行いながら連携して診療するためのツールである。患者は拠点

病院と診療所を行ったり来たりするが、医師を含めた職員同士が直接顔を合わせることは必須ではない。
一方で、脳卒中連携パスは、患者が急性期計画管理病院から回復期リハビリテーション病院を経て診療所へと移っていくためのツールである。そ

れぞれの医療機関の医師を始め、看護師、MSW、リハビリテーション療法士など多職種が顔を合わせる会合を年に 3回もつことが算定条件である。
以上のように同じ連携パスと言ってもがんと脳卒中では内容や使われ方は大きく異なっているが、連携パスは飽くまでツールである。いずれも義

務づけられている以上どのように活かすかが問われている。
ところで、連携パスを充分に活かしている病院はどのくらいあるのだろうか。連携パスを有効に活用する為には、各職種がどのようにパスに関わ

り、地域の医療機関への情報交換を含めた医療連携をどのように普及させていくかを検討し、今後の連携パスの有効な使い方の普及に努めることが
国立病院機構の役割ではないかと考えられる。
各地域で個々に行われている活動や試みを一同に会する場で情報共有し検討することができればより良い連携パスの使い方ができるとともに、グ

ループ病院における連携パスが強化されるのではないか。その結果、病院・患者・連携医療機関の 3者が文字通り連携をすることで相乗効果を生み、
切れ目のない、最良の医療が提供できることを期待したい。

シンポジウム-35 がん地域連携パスと脳卒中地域連携パス
～より良い連携を目指して～
座長：高橋 竜哉 NHO 横浜医療センター 神経内科部長

木﨑 輝男 NHO 埼玉病院 専門職

S35-1 がん地域連携パスの現状について
高橋 美鈴 NHO 仙台医療センター

S35-2 MSWが視る、脳卒中地域連携における現状と今後の展開～Y�CIRCLE の取り組
みから～
高瀬 昌浩 NHO 横浜医療センター

S35-3 在宅医の立場から地域連携パス
岡田 孝弘 オカダ外科医院

S35-4 がんの地域連携クリティカルパスは進展するか
谷水 正人 NHO 四国がんセンター



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

370 Yokohama, November 14-15, 2014

S35-1 がん地域連携パスの現状について

○
たかはし み す ず

高橋 美鈴
NHO 仙台医療センター 地域医療連携室

がん対策基本法が制定され、2011 年宮城県内 7つのがん診療拠点病院が一体となり、県内統一がん診療連携クリテカ
ルパス（以下がん連携パス）の作成に取り組み（ステージ Iの症例に限定）がん連携パスの試行を経て 2012 年本格始
動に至った。当院では、がん連携パス開始から 3年が経過し、130 件（2014 年 3 月末現在）のがん連携パスが稼働し
ている。年別の推移としては 2011 年 2 件、2012 年 72 件、2013 年 51 件、2014 年現在 9件となっている。また、宮城
県内のがん拠点病院では 2013 年 12 月現在、A病院 14 件、B病院 64 件、C・D病院 0件、E病院 7件と、県全体で運
用が進まない現状である。がん連携パスの開始に併せて、がんクリティカルパスコーディネート担当者会議を立ち上
げ、がん連携パス運用の県内統一や情報共有を図ってきた。コーディネートの役割として、1．医療者間の連携を患者
に説明する（医療者を支える機能）2．患者の情報を医療関係者に伝える、3．相談役としていかなる場合も患者を支
えるなどであり当院では退院調整看護師がこの役割を担ってきた。がん連携パスの運用が進まない要因として、当院
での診療を希望される、近隣にがん連携パスを対応する医療機関が見つかりにくい、また、医師の診療方針として当
院での経過観察、ステージ Iの症例が少ない、がん連携パスのバリアンス分析、評価の体制がないことなどがあげられ
る。このような現状を踏まえて、がん連携パス運用の拡大に向け、退院調整看護師の立場から何ができるか検討し今
後の地域医療連携に活かしていきたい。

S35-2 MSWが視る、脳卒中地域連携における現状と今後の展開～Y�CIRCLEの
取り組みから～

○
た か せ まさひろ

高瀬 昌浩１、高橋 竜哉2

NHO 横浜医療センター 地域医療連携室・相談支援センター1、NHO 横浜医療センター 神経内科部長2

わが国の医療を取り巻く環境は、少子高齢化の進展、医療技術の進歩、及び医療提供の場の多様化等により大きく変
化している。その結果、医療機関の機能分化と相互連携を踏まえた効率的かつ質の高い医療の実施が求められ、疾病
別診療連携のツールである地域連携パス（以下：パス）が注目されるようになった。そして、脳卒中においては 2008
年の診療報酬改正以降、パスを軸にした地域医療連携体制が構築されている。
当院では、地域連携診療計画管理病院として神経内科医師が中心となり、2008 年 1 月より横浜脳卒中・リハ連携研究
会（略称：Y�CIRCLE）を発足させ、2009 年 1 月より研究会を開催してきた。研究会の目的は、単に診療報酬の要件
達成だけなく、脳卒中地域連携における医療・ケアの向上と協力体制の確立を目指していくことである。
先行研究によれば、脳卒中パスの課題として、1．効果を実証した報告が少ないこと、2．地域住民のコンセンサスが
必要なこと、3．維持期と在宅の機能強化が必要なこと、4．継続的な質の改善が行われるべきこと、5．地域に 1つの
パスが運用されるべきこと、6．データ収集の理想的な方法が確立されていないこと が報告されているが、今後、脳
卒中パスが患者のものとして普及し、より強固な地域医療連携体制が構築されるためには、連携しあう者同士が直接
顔を合わせる、つまり、「顔の見える関係の構築」が必要だと考える。連携する相手の顔が見えることで、新たなつな
がりが生まれるからである。
今回のシンポジウムでは、演者が 2009 年から参加しているY�CIRCLEの活動の経験を踏まえて、MSWの立場から、
脳卒中地域連携の現状と問題点、さらには、今後のあり方を検討したいと思う。
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S35-3 在宅医の立場から地域連携パス

○
お か だ たかひろ

岡田 孝弘
オカダ外科医院

脳卒中の場合には救急外来を受診して適応基準に該当すればパスが適応されると急性期での治療から回復期でのリハ
ビリを経過し退院となりますが多く場合かなりいい状態になり診療所通院される程回復されているようです。在宅医
療の適応は「医療機関に通院困難な状態」が条件であるために、適応基準外の患者か、重症患者が対象です。大事な
事は退院前に在宅を担当するケアマネジャー、訪問看護師、在宅医など関係職種が病院に赴き、病院主治医、病棟看
護師、ケースワーカーとカンファレンスを行い、病院との連携を取りつつこれからの在宅管理について話合います。
退院後の問題は回復期病院で行っていた毎日午前午後のリハビリが在宅ではできないことです。訪問リハビリも複数
個所と施設リハビリも加え、訪問看護師のリハビリも加え 1日 40 分程度の 6日間がやっと作れます。普通のプランは
週 1回の訪問リハビリが入っていればいい方というのが現状ですから、退院時は歩行器で歩けていても在宅に戻ると
再び車椅子生活になってしまうことがあります。がんの連携パスは術後管理、化学療法、緩和ケアなどのパスが行わ
れそれぞれますが全て内容は異なります。同じ病院でも胃がんと大腸がんは異なり、病院が違えば異なるパスです。
手順も受け入れ病院の届出をし、各パス説明会に参加し連携開始となりますが得意でない分野も対応しなければなら
ず負担になることもあります。今後はカルテや画像開示や IT化などを取り入れ双方の負担が少なくなる連携が求め
られます。在宅医療の現状を紹介しながら現場の状況をお知らせします。

S35-4 がんの地域連携クリティカルパスは進展するか

○
たにみず まさひと

谷水 正人
NHO 四国がんセンター 統括診療部

最近当院でもがんの地域連携クリティカルパス（連携パス）の実績を出せるようになった。連携の信奉者として今回
は一面的ではあるが連携の障壁を考察したい。
1）連携医療に医療者は耐えられるか
雑務の増加もさることながら、連携は多くの課題を抱えている。専門医療に徹するということは「病気をみて患者を
みない」ことになりかねない。専門医にはその矛盾を超える人間的対応力が試される。かかりつけ医は知識・対応力
の広さにおいて病院を凌ぐ信頼が得られるかが問われる。連携で医療の質を担保することの代償は医療者の肩にずっ
しりかかってくる。
2）連携医療に患者は耐えられるか
がんのような深刻な病気となれば、設備の整った病院で権威とされる医師にいつも診てもらいたいと多くの患者は望
む。ましてや複数の疾患を持つ場合にはショッピングモールたる総合病院からは離れられない。連携は医療の効率化
と標準化を目指しているが、患者ニーズはむしろ多様化へと向かっている。連携は患者ニーズに応えられるだろうか。
3）チーム医療は難しい
チームはともすれば補い合うと衝突し、譲り合うと抜け落ちる。コメディカルの勝手な判断に憤る医師がいるが、逆
に医師の頑迷さゆえに連携が滞る場面も多い。
連携は単なる構造改革やシステム改革ではなく根本的な人間関係に関わることである。長期間にわたる行動変容を促
し、自分の価値観や信念について深く考えることが要求されている。「連携」が挑むべき相手は否定的な観測を導く社
会の通念なのである。連携に拙速な成果が求められるべきではない。
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LS-1 手術室運営を変える情報共有化～自治体病院の現場改善事例～

○
ま す だ じゅんいち

増田 純一
川崎市立川崎病院 院長

川崎市立川崎病院は、神奈川県川崎市南部地域に立地し、開院から 87 年目を迎えた高度・急性期医療を中心とした安
全で安心な質の高い医療サービスの提供を目指す自治体病院である。
2006 年「救命救急センター開設」、2009「新生児集中治療室（NICU）再開」、2010 年「周産期医療システム中核病院・
地域周産期医療センター認定」、2013 年「リウマチ膠原病・痛風センター開設」など医療提供体制の充実に努め地域に
根付いた、安定的な医療を提供している。
自治体病院を取り巻く環境は、相変わらず大変厳しいものとなっており、「看護師確保」「市立病院としての役割」「収

益確保・生産性改善」と多くの課題に対し時々刻々と向き合い、継続した改善を行なっている。その一貫として、当
院では、2009 年に「手術室の効率的運用からの病院収益の改善」を目的として「手術室業務の効率化・生産性の向上・
改善活動の可視化と継続」を図るべく、（株）ホギメディカルのオペラマスターを導入した。以降現在に至るまで、「看
護師業務の直間比率改善」「日勤帯手術室稼動の向上」「可視化データによる改善活動の共有」とさまざまな取り組みを
行い、改善を継続してきた。
今回は、そのなかでも可視化した分析情報や改善の取り組み結果を、経営者はじめ院内の手術室関係職員に情報共有
化するまでの経緯と、継続的に行ってきた改善取組みの事例を成果とともにご紹介したい。

LS-3 21 世紀の糖尿病診療ブレイク・スルー～Beyond the BG control～

○
の み や ま たかし

野見山 崇
福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科 准教授

世界中で糖尿病患者は増加の一途をたどり、アジアにおいては今後 15 年で約 2倍になることが推算されている。糖尿
病治療の目標は血糖コントロールのみならず、血管合併症の発症・進展の抑制、ひいては健康寿命を延ばすことにあ
り、患者の人生設計を考えた糖尿病治療が必要とされている。
我々は、インクレチン持続投与がアテローム病変形成や血管傷害後の新生内膜形成を血糖非依存性に抑制することを
見出し報告してきた（Diabetes 2010，BBRC 2011）。また、最近ではインクレチンが癌を抑制する効果を有することも
報告した（Diabetes 2014）。DPP�4 阻害薬リナグリプチンを投与した研究においても同様の血管保護効果が得られてい
る。一方、糖尿病患者では酸化ストレスが著明に亢進しており、細胞レベルで老化が促進されていることを我々は報
告した（Diabetologia 2002）。リナグリプチンはキサンチン骨格を有することから血糖非依存性の抗酸化作用が期待さ
れており、動脈硬化の進展抑制に寄与する可能性があると考えられる。
リナグリプチンをはじめとするDPP�4 阻害薬が適している 2型糖尿病患者像は、罹病期間が短く、投与開始時のHbA
1c が高く、BMI が低めであることがわれわれの研究により明らかとなった（Diabetes Res Clin Pract 2012）。これらは
日本人に多くみられる病態であることから、DPP�4 阻害薬は日本人に適した薬剤であるとも言える。これらを踏まえ、
DPP�4 阻害薬を中心とした糖尿病治療が行われるようになってきたが、多くの患者で他の経口糖尿病薬やインスリン
製剤との併用が必要となるのが実情である。本セミナーでは、患者背景を考慮した私なりの治療ストラテジーについ
ても述べてみたい。
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LS-4 急性冠症候群の病態と治療：OCT所見から診た抗血小板療法の重要性と
問題点

○
く ぼ た か し

久保 隆史
和歌山県立医科大学 循環器内科 准教授

急性心筋梗塞や不安定狭心症などの急性冠症候群は、冠動脈内の血栓形成により発症する。冠動脈内血栓の原因とし
ては、動脈硬化性プラークの破裂、びらん、などが挙げられる。光干渉断層法（Optical coherence tomography : OCT）
は近赤外線を用いた高解像度（10～20 µm）の血管内画像診断装置であり、生体内でこのような不安定プラークを観察
することができる。OCTによるとプラーク破裂は、線維性被膜の連続性が消失し、プラークに空洞が形成された状態
として観察される。破れた線維性被膜が血管内腔に突出し、脂質コアの一部分が消失してプラーク内に潰瘍が観察さ
れることが多い。プラーク破裂は急性冠症候群の約 70％で観察される。エロージョンは、アテローマの前段階である
内膜肥厚や厚い線維性被膜を有するアテローマに発生するといわれている。OCTによるとエロージョンは、線維性被
膜表層の連続性は消失しているが、貫壁性の破綻がない状態をいい、急性冠症候群の 20％で観察される。通常、エロー
ジョンの周囲には血栓が付着していることが多く、検出の契機になりえる。血栓の存在は、その病変が不安定である
ことを示唆する重要な所見である。OCTによると、血栓は血管内膜の表層から内腔に突出した物体として定義される。
さらにOCTでは、血栓の構成成分の判定も可能である。赤血球からなる赤色血栓は後方へのOCTシグナルの減衰が
著しく音響陰影を伴うのに対し、血小板からなる白色血栓はOCTシグナルの減衰が軽微である。本講演では、OCT
による不安定プラークの診断と急性冠動脈症候群の発症予測および予防の可能性について概説する。

LS-5 がん化学療法における薬剤師の立ち位置～CDTMと薬剤師外来～

○
はま としひろ

濱 敏弘
がん研有明病院 薬剤部長

日本人の死因統計の推移をみると、がんによる死亡者が 1980 年以降その第 1位を占め続けている。これは、医学・
薬学の進歩や生活環境の変化により感染症や脳血管疾患により死亡する日本人が減少したという疾病構造の変化によ
る相対的な増加と解釈できる。検診によるがんの早期発見もあり、今後もがん罹患者が増加することは確実である。
がん征圧に向けた施策としては、第 3次対がん 10 か年総合戦略が示され、がん診療連携拠点病院などが設置される

など効率的ながん診療の展開が図られている。がん医療は、高度専門化、機能分化が進み、診断から治療まで 1人の
医師や 1つの病院では完結できない時代になっている。がん治療のキーワードの 1つとして「多職種によるチーム医
療と連携」が挙げられる。
がん薬物療法に目を向けると、近年、分子標的治療薬など新規抗がん薬の登場で治療成績は向上し、加えて支持療

法薬の進歩、経口抗がん薬の増加により外来通院治療が可能となった。さらに、がん患者の高齢化、合併症を有する
がん患者の増加もあり、より薬学的な管理が必要となってきた。

薬剤師もがん患者を支えるチームの一員としてその専門性の発揮が期待されている。がんチーム医療における薬剤
師の専門性とは何か、がん専門薬剤師の担う役割とは何か。また、これまで薬剤師は何をしてきたのか、これから何
をするのか。さらに、2010.4.30 チーム医療に関する医政局長通知、病棟薬剤業務実施加算、がん患者管理指導料（3）
は、薬剤師に何を期待し何をさせようとしているのか。がん研有明病院薬剤部の事例を紹介しながら、がんチーム医
療における薬剤師の立ち位置を考える。
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LS-6-1 まだワーファリン？ まだまだワーファリン！
―ワーファリン適正使用情報―

○
い わ で かずのり

岩出 和徳
NHO 横浜医療センター 病棟診療部長

ワーファリンは、我が国ではエーザイ株式会社から 1962 年に発売以後 50 年にわたり広く用いられてきた経口抗凝固
薬（Oral anticoagulant : OAC）である。
しかし、その使用には、多々問題点が指摘されてきた（1）用量に個人差がある 2）併用薬との薬物相互作用 3）ビ
タミンK含有食品やサプリメントの制限 4）効果発現に時間を要する 5）半減期が長い 6）維持療法期にも定期的
な PT�INR 測定による用量設定が必要 など。一方、2011 年に新規経口抗凝固薬（Novel OAC : NOAC）が発売され、
ワーファリンに変わるOACとして期待された。しかし、NOACの適応症は、非弁膜症性心房細動に限られている。
本セミナーでは、医師・看護師・薬剤師に必要なワーファリン使用における注意点やその指導方法などワーファリン
適正使用について解説する。

LS-6-2 ワーファリン治療における薬剤師の役割

○
やまにし か お り

山西 香織
NHO 大阪医療センター 薬剤科

近年、新規の抗凝固薬が次々発売されているが、適応が限られるため、ワーファリンを使用しなければならない患者
は変わらずいる。
ワーファリン治療において、納豆・クロレラ・青汁といった禁忌食品、緑色野菜や海藻類の摂取を控えること、出血
に対する注意などを患者に説明することは薬剤師の大切な役割である。
最近は自宅での野菜摂取が少ない患者も多く、薬剤師が自宅での食生活を聴取することで、入院中のワーファリンコ
ントロール不良への介入や退院時の処方提案もできる。
2012 年にはコアグチェック®XSパーソナルという PT�INR を自己測定できる医療機器が発売された。現在は、植込
型補助人工心臓（非拍動流型）を植込まれた患者にしか自己測定の適応はないが、ワーファリンの適応疾患は多いた
め今後ワーファリンコントロールに難渋する患者へも使用することができるようになれば薬剤師としても安全なワー
ファリン治療に関わることができる有用な手段になり得ると考える。
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LS-7 平成 26 年診療報酬改定に対する横浜医療センター外科の取り組み
～大腸癌を中心に～

○
せ き ど ひとし

関戸 仁１、○
さいとう しゅうじ

齊藤 修治２

NHO 横浜医療センター 統括診療部長1、NHO 横浜医療センター 外科医長2

平成 26 年度診療報酬改定は、7 : 1 看護体制を中心に在院日数削減が大命題となりました。看護必要度の高い事も条件
になっている為、重症度の高い患者をより適正な在院日数で退院してもらえる仕組み作りは急務となっています。
当院は、病床数 510 床（一般 470 床・精神 40 床）の地域医療支援病院・神奈川県がん診療連携指定病院であり今後も
高度な急性期医療を実施していきます、消化器外科としては、年間入院患者数は約 650 名、手術件数は約 730 件です。
がん・救急を中心に地域的な高齢化も進んでいる事から高齢者の受入強化を実践しています。
高齢化が進み在院日数の長期化が予想される中、在院日数の適正化を進めて行くには医療の質を強化、特に手術部位
感染（SSI）対策は最も貢献すると考えています。栄養・血糖管理等を中心とした術前対策、術中は手術時間短縮を意
識した実践的な対応、内視鏡手術の適応拡大、SSI 総合（バンドル）対策の強化、創管理や栄養・リハビリを含めた術
後Care 等数多くの対策を実践しています。
SSI の発生率が特に高いと言われているのは大腸領域です、当院の特徴でもある高齢者が多い環境は、高血圧・糖尿病
等の慢性疾患を中心に副傷病を持った患者が多く、より発生リスクを拡大すると考えられます。当院は地域医療支援
病院である為、24 時間 365 日体制で救急患者を受け入れていかなくてはなりません。
大腸がん患者は救急患者の比率も高く、そのような場合、術前管理の難しさから SSI 発生率は高くなる傾向がありま
す。全国的には平均年齢が 73 歳と言われる領域ですが当院はより高齢な患者が多い状況です。ステージ別患者受入状
況を見てみるとステージ 3・4がとても多くなっており術後合併症、SSI を起こさない医療を徹底していかない限り在
院日数の適正化は達成できません。
本ランチョンでは、診療報酬を中心に変化が求められる医療体制に向けた取り組みを紹介、特に大腸領域を中心に実
際に行っている対策や方針、手術内容も含めお伝えします。

LS-8 病院建築の最新動向「使いやすい病院」から「使い心地のよい病院」へ

○
ながさわ やすし

長澤 泰
工学院大学 副学長・建築学部長

我々の知る病院建築はそう長い歴史を持つわけではない。近代以前、病人治療の場は基本的に自宅であった。余裕の
ある家庭では、医師の往診を受け、看護するのは家族であり、雇い入れた看護人であった。病院は、面倒を見る家族
がいない境遇の病人を宗教的・福祉的観点から受け入れ、当時の医療水準では多くが退院できずに、そこで一生を終
えた。伝染病罹患者を含めて、人々を隔離して社会保全を図る施設で、その建築は、全く修道院を擬したものであっ
た。19 世紀に始まる近代西洋医学の目覚ましい発展の末、20 世紀半ばに初めて病院は病気を治す場所として人々から
認められた。機能的・効率的な建物を目指して、放射線・手術・検査・滅菌・給食業務などで機能集約（中央化）が
行われ、医療・工学技術の急速な進歩に対応した建築計画や病院管理理論を追求して、高機能化と巨大化の道を歩ん
だ。20 世紀末には、まるで身体治療のための工場建築の姿を呈した。さて、21 世紀には、病院建築はどのような姿に
なるのか？
20 世紀の「病院」は、そもそも「病んだ家」であり、そこでは病気は治らない。「健康な家」つまり「健院」にして、
癒しの環境が患者の治癒を促す。病気対象の「病院」建築から健康対象の「健院」へ移行するという発想が今世紀に
は求められている。地球規模の人的・情報ネットワーク時代となる 21 世紀の医療施設は、恐らく我々の知る 20 世紀
型単体独立的な「病院」建築ではなく、さまざまな機能と形態を持った「健院」建築ネットワークへと向かうことが
予想される。また、患者だけでなくスタッフ環境を含めて、「使いやすい病院」から「使い心地のよい病院」への転換
が求められよう。
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LS-9-1 東日本大震災の教訓～想定外の事態にいかに対応すべきか～

○
たかはし じゅんこ

髙橋 純子
石巻赤十字病院 看護副部長

2011 年 3 月 11 日マグニチュード 9.0 の東日本大震災が発生した。当院は宮城県沿岸部の甚大な津波被害を受けた地域
にあるが、建物が免震構造の上、海岸から 4.5km内陸に位置するため大きな被害は免れることができた。津波等によ
り多くの医療機関が診療不能のため、災害拠点病院でもある当院には多数の患者が来院した。救出活動により次々に
患者が搬送され、特に 3日目には最多 1,251 人が受診した。入院患者収容のために既存病床の個室に複数のベッドを設
置した他、外来部門である健診・中央処置等センターに 50 床を増床した。3～4日経過すると薬品や濃厚流動食等が不
足し、医療資源をどのように配分するかが私達の課題となった。災害救護の中では人的・物的環境の制限から全ての
生命を守ることができない状況は想定できることだが、それが病院の中で起こっているという現実を受け入れること
は大変困難であった。
予想外の事態は他にも起こった。自宅が被災した、ライフラインが復旧せず吸引器や人工呼吸器・酸素濃縮器が使え
ない等の理由で多数の患者が来院した。HOT患者の対応は事前の災害対策マニュアルにはなかったが、状況判断によ
り酸素業者と連携をとり、リハ室に酸素濃縮器 30 台を設置しHOTセンターを立ち上げ、2週間で述べ 88 人の患者を
収容した。食事の手配をどうするか、悪環境の中での感染対策をどうするかなどの課題が残った。数年来、宮城県沖
地震の発生は高い確率で予測されていたので、当院ではマニュアルの検討や行政・自衛隊等との広域合同災害訓練を
繰り返し行ってきた。今回、その経験が十分に生かされた。日頃から院内のみならず、行政等関係機関での協働の準
備が必要であると強く感じている。

LS-9-2 在宅医療に携わる企業が求められる災害対応・緊急対応

○
まつもと ただあき

松本 忠明
帝人在宅医療株式会社 神奈川支店 横浜南営業所 所長

東日本大震災における在宅酸素療法患者への対応につき，患者安否状況の確認，酸素ボンベの供給，医療機関，自治
体や，患者会との連携事例など，災害後の患者アンケート結果を交えて，災害当日からの弊社仙台営業所の活動を中
心に報告する．
また、企業として数々の災害を経験し、問題点対策を行ってきた点や今後の対策についても報告する。

弊社では震度 5弱以上の地震発生時には社員に対して自動的に被災地域と安否確認対象人数をメール配信し，地図情
報とともに安否確認対象患者リストを作成するシステム（D�MAP）を採用している．
3.11 においても本システムを用いて震度 5弱以上の地域にお住まいの弊社機器の使用患者 約 25,000 人に対して安
否確認が開始され，約 2週間で終了した．

本システムは患者の安否確認などを迅速に開始できるだけでなく，被災エリアに処方流量・時間別の患者がどの程度
いるのか把握することができ，支援本部にて即刻，応援要員や支援物資などの手配を講じることができる．被災地に
対して全国から応援人員を延べ 1,700 人，ボンベ約 17,000 本，酸素濃縮装置 約 600 台（6月末現在）を投入し，当座
を乗り切ることができた．
弊社ではこの経験から「地震災害対応マニュアル」の更なる見直しを行い，医療機関や自治体との相互連携，更には
患者に対する災害時対処法の徹底など，今後の自然災害に向けての準備を進めている．
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LS-10 肝疾患患者のマネジメント最近の話題（再活性化、針刺し事故、肝発癌）～
新規肝炎マーカーについて～

○
やつはし ひろし

八橋 弘
NHO 長崎医療センター 臨床研究センター長

日本には約 300 万人の B型肝炎、C型肝炎患者が存在する。日本の肝臓癌の 70％は B型肝炎、C型肝炎感染が原因
と言われている。
最近、B型肝炎の既往感染者でのHBV再活性化が問題となっている。かつてB型肝炎に感染してもHBs 抗原が消

失すると治癒と考えられてきたが、リツキサン、免疫抑制剤などの普及により、これらの薬剤使用後にHBs 抗原消失
例でもHBVが再活性化すること、その場合には高率に肝炎が重症化、劇症化するが明らかとなった。B型肝炎の既往
感染者は、わが国には 2千万人存在する。高度医療を担っている施設でこそHBV再活性化に関する知識とその対策が
必要である。
また、医療機関での針刺し事故は一定の確率で発生し、今後もゼロとなることはない。そのことを前提としてした

院内での針刺し事故対策とともにHBワクチンを事前に投与することが必要である。HBワクチン投与法は、添付文書
上、皮下投与と筋肉内投与ともに可能だが、日本で皮下投与法が一般的となっている。過去に筋肉内投与で大腿四頭
筋硬縮症が発生したことがその理由と考えられる。しかし海外での不活化ワクチンは筋肉内投与が原則である。我々
は、国立病院機構 15 施設でHBワクチンの皮下投与と筋肉内投与の有効性と安全性を検討し、これらの 2つの観点で
筋肉内投与法が優れていることを明らかにした。
また、2013 年、肝生検をおこなわずとも、血液検査で肝の線維化進展度を診断し、発癌リスクも明らかにする新し

いマーカーが日本で開発された。今後、日常診療の中に普及浸透することが期待されている。
本セミナーでは、肝疾患患者のマネジメントに関する上記のような最近の話題について紹介する予定である。

LS-11 2 型糖尿病における食事療法の重要性と腸内フローラの乱れ

○
かなざわ あ き お

金澤 昭雄
順天堂大学大学院 医学研究科 代謝内分泌内科学 准教授

ヒトの腸管内では多種・多様な細菌が絶えず増殖を続けており、これらは腸内細菌と呼ばれ、個々の菌が集まって
複雑な微生物生態系を構築している。この微生物群集を「腸内フローラ」と呼ばれている。腸内細菌の数はおよそ 100
兆個、その種類は一人あたり数百種にのぼり、その構成は食習慣や年齢などによって 1人 1人で異なっている。
この腸内フローラは、宿主であるヒトに対して様々な生理作用を有しており、近年、食生活の欧米化に伴い、腸内

フローラの乱れ（dysbiosis）が肥満におけるインスリン抵抗性の要因のひとつとして注目されている。
本セミナーでは、2型糖尿病における腸内フローラの乱れの意義、食事療法の重要性と新しい経口糖尿病薬の有用性

とその限界について解説する。
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LS-12 2 型糖尿病の経口薬療法－DPP�4 阻害薬、SGLT2 阻害薬を含めて

○
の だ みつひこ

野田 光彦
国立国際医療研究センター

2009 年 12 月 11 日に最初のDPP�4 阻害薬が上市されて以来、相次いで同効の薬剤が発売され、現在では 7剤に及ん
でいる。インクレチン関連薬であるこのクラスの薬剤は、その使用頻度も増え、日常診療における位置づけも高まっ
てきている。
一方、今年度に入り、4月 17 日に尿糖の排出（尿細管におけるグルコース再吸収の阻害）を促すという新しい作用

機序を有する SGLT2 阻害薬の販売が開始され、その後も同効薬の発売が引き続いている。本薬は作用機序が特異であ
るのみならず、脱水、低血糖、尿路系・女性生殖器系の感染症などの副作用にも十分留意すべき薬剤である。
このように、経口血糖降下薬の種類は増し、現在では 2型糖尿病の血糖降下に用いうる薬剤は 7クラスに及んでい

るが、それにつれて薬剤選択は複雑さを増しており、本講演では 2型糖尿病の経口薬療法を主眼に置きつつ、糖尿病
診療の全般についても述べてみたい。
すなわち、糖尿病外来診療のポイントについて、私が考える糖尿病外来診療の骨格部分、具体的には、患者来院時

に何を測定するか、経口血糖降下薬の選び方は、専門施設に紹介するタイミングは、といった点についても基本に立
ち帰って概観してみたい。
さらに、このような状況下で、私たちは、エビデンスに立脚することにより、一般クリニック、非専門医向けに「糖

尿病標準診療マニュアル」を作成し、公開している。本マニュアルについても併せ紹介する。

LS-13 後発医薬品の導入と医療安全～横浜市立大学附属病院の取り組み～

○
にしかわ よしはる

西川 能治
横浜市立大学附属病院 副薬剤部長

2014 年 5 月現在、横浜市立大学附属病院の全採用医薬品は 1,594 品目、約 25％の 397 品目が後発医薬品である。入院
医療で用いられる後発医薬品の数量シェアー、60％以上を最大評価とするDPC後発医薬品係数は最高評価の 0.0154
となった。
後発医薬品の魅力の一つに価格の安さがある。国の医療費負担の軽減手段として後発医薬品の普及政策が 2000 年代か
ら本格的に開始された。一方、市の医療財政においても同様で、財政負担軽減策として 2002 年より後発医薬品の導入
を開始した。2007 年には国が後発医薬品使用促進アクションプログラムを制定したことを踏まえ、公的病院として地
域医療機関の模範的役割を担うべく、また特定機能病院としてDPCが導入されており、医薬材料費縮減に貢献するも
のとして積極的に進めてきた。
導入にあたり漠然とした不安から反対する医療者には、後発医薬品のさらなる魅力として安全や利便性に貢献する優
れた製剤を採用することで理解を求めた。
医薬品が期待される効果を発揮するためには、適正に製造された医薬品が適正に使用されて初めて可能となる。その
ためには医薬品の有効性（性能や品質）はもちろん、あらゆる視点から安全性が確保されたものでなければならない。
医療現場では様々な状況で医薬品が取り扱われており、安全使用を確保するためには、医薬品を扱う全てのユーザー
にとって安全に使用できる製品であることが強く求められる。先発医薬品の安全対策に関する改善が思うように進ま
ない中で、後発医薬品は、先発医薬品の弱点を改良し、さらに付加価値の高い製剤の開発や包装・表示を改善した医
薬品がある。
後発医薬品を積極的に採用する中で医療安全に貢献できる付加価値製剤について解説する。
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LS-14-1 急性期病院における紹介率・逆紹介率向上と地域包括ケアへの心得

○
せきづか えいいち

関塚 永一
NHO 埼玉病院 院長

医療における ICTの活用には、採算性を度外視してきた経緯があるが、予約返書システムから発展した地域医療連
携システム「カルナコネクト」は、予約後の検査、診療、返書（診療情報提供書等）という実収益に結び付く仕組み
が基本であり、十分採算性が担保されている。
今年度診療報酬改定では特定機能病院、地域医療支援病院、一般病床 500 床以上の病院では、紹介率・逆紹介率の

基準が厳しくなった。当院は数年前から、放射線機器、超音波、内視鏡などの検査や外来診療を、インターネット環
境下で 24 時間 365 日いつでも簡単に予約でき、診断や検査の結果は、翌日までに診療情報提供書、及び結果報告書と
DICOM画像等を閲覧できるシステムを活用している。当院は地域医療支援病院に対する改定後の基準においても、紹
介率 78％・逆紹介率 125％である。
さらに昨年 10 月和光市と協定を結び医療介護連携の ICT化を進めている。

今後は急性期病院として地域の患者さん一人一人と、健康、医療、調剤、介護、福祉に関係した施設すべてが、ICT
を介してつながり、高齢者が急増する都市型の地域包括ケアシステムを支えていきたい。

LS-14-2 地域包括ケアシステムの構築と機能化
～和光市のマクロ政策とミクロのケアマネジメント支援を中心に～

○
とうない きょういち

東内 京一
和光市 保健福祉部 部長

2025 年の高齢社会を見据え、要介護者の尊厳保持と社会保障制度の継続を同時に達成することが求められている。
現在、行政・事業者・専門職・制度など、それぞれが縦割りであり、有機的な連携はあまり見られない。このような
状況を踏まえ、医療・介護・権利擁護などを包括的、継続的につなぐ枠組み「地域包括ケアシステム」が必要となっ
ており、基礎自治体である市町村の関与がカギになる。
「地域包括ケアシステム」のポイントとなるのは、①医療との連携強化、②介護サービスの充実強化、③介護予防の
推進、④多様な生活支援サービスの確保、⑤住み続けることのできる高齢者住まいの整備である。和光市では、日常
生活圏域における医療との連携については、在宅療養支援診療や 24 時間訪問看護介護、機能向上に資するリハビリの
充実強化をしてきた。さらに、昨年 10 月からは国病機構埼玉病院と高齢者の入退院時の情報共有や連携強化の取組を
行っている。高齢者が地域で自立した生活を営むことができるよう、医療リスクがあっても在宅で暮らすことを可能
とするための取組を進めていきたい。
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LS-15 再入院を繰り返す心不全症例に対する心不全チームとトルバプタンの役割
いかに在宅日数を長くし、在院日数を短くするか

○
き だ けいすけ

木田 圭亮
聖マリアンナ医科大学 循環器内科 講師

慢性心不全は高血圧や虚血性心疾患、心筋症などの器質的心疾患の終末像である。その患者の多くが高齢者であり、
高齢心不全患者は増加の一途をたどっていることから、今や我が国における主要な社会問題となっている。高齢者心
不全は、慢性腎臓病、貧血、COPD、骨粗鬆症などの心臓以外の合併症を多く抱えていることと、独居や老老介護など
の社会的な問題もある。さらに、本邦における心不全入院日数は 21 日と長期入院を要し、一度退院しても再増悪を繰
り返すため、心不全管理において再入院を回避することが重要である。また、ベッドコントロール、医療費の面から
も、いかに在院日数を短くするかが大きな課題である。
当院では 2009 年 6 月に医師主導のもとで心不全チームを設立し、循環器内科医、心臓血管外科医、病棟および外来看
護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、臨床工学技士、臨床心理士、精神科医、ソーシャルワーカーから構成され
ている。現在は総勢 30 名で活動しており、その主な活動内容は心不全カンファレンス、心不全教室、病棟回診、外来
カテコラミン点滴、電話による看護相談など、心不全患者の教育から自宅での生活に至るまでのサポートを行ってい
る。さらに、心不全入院ガイドブックの作成、慢性心不全認定看護師の育成にも取り組んでいる。
心不全薬物治療において、2010 年 12 月に発売となったトルバプタンは水利尿薬と知られ、発売当初は利尿薬抵抗性の
重症心不全患者に対し、最後の砦として使用されてきた。現在では、入院早期に使用することでの入院期間の短縮、
さらには外来投与での再入院予防に期待されている。

LS-16 大学病院における組織改革と経営戦略―生き残りをかけた戦い

○
こ や ま いさむ

小山 勇
埼玉医科大学 国際医療センター 院長

日本の一般会計における税収は全体で 50 兆円ほどにもかかわらず、日本の社会保障給付費は 100 兆円を超え、国民医
療費は 40 兆円になろうとしている。医療の高度化に伴い、医療費は年々上昇傾向にある。今後、「効率的な医療」の
名のもとに医療費の抑制が求められてくることは必須である。一方、7 : 1 看護の急性期病院の急増の反省から、病院機
能分担制度が開始され、地方自治体による病床管理が導入されようとしている。このような医療改革の波は大学病院
にも例外ではない。大学病院の本院は「特定機能病院」というあいまいな定義で分類され、また、DPCでは 1群に分
類されている。一方、分院は一般病院と全く同列に扱われているのが現状である。大学病院の Identity は何かをはっ
きりさせることが必要であるが、方向としては高度急性期病院への道に進んで行こうとしている。このような医療環
境の中で、教授をトップとする縦割りの講座制のもとでの大学病院経営はもはや困難である。私たちの病院は、心臓
病センター、包括がんセンター、脳卒中を含む救命救急センターのみからなる特殊な病院であるが、高度急性期ある
いは急性期病院としての機能を最大限に発揮するために、講座制を廃止し、病院リーダーによるガバナンスのもとで
患者中心の組織に改革した。さらに、医療の質および安全を担保するためには大きな改革が必要と考え、厳しい基準
の国際病院機能評価（JCI）の受審を計画した。JCI 受審の準備過程で最も変わったことは、それぞれの部門のリーダー
の意識変化と病院運営への積極的参画にある。今、改めて病院組織におけるガバナンスあるいはリーダーシップの重
要性が問われている。
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LS-17 多彩になった 2型糖尿病の薬物療法 ～その特性と適応～

○
ひ ら の つとむ

平野 勉
昭和大学医学部 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 主任教授

SGLT2 阻害薬の登場は 2型糖尿病の薬物治療法を多彩にした。SGLT2 阻害薬は血糖の低下にインスリン作用が直接
関係しない新薬である。筆者は「高血糖毒性改善薬」と考えている。高血糖毒性とは高血糖そのものが高血糖の原因
であるインスリン分泌障害とインスリン抵抗性をさらに増強させてしまう悪循環のことである。SGLT2 阻害薬は腎臓
近位尿細管でブドウ糖の再吸収をする SGLT2 の作用を阻害して、多量の糖を尿に排泄させる。一日 80～100g の尿糖
が排泄されることから血糖値が低下し、カロリーロスとなって体重も減少する。食前、後を問わず血糖を低下させ、
HbA1c の低下効果は約 1％と強い。体重減少は 2Kg近くに及ぶ。骨格筋における糖取り込みは増加し、血糖に対応し
たインスリン分泌は増加する。尿量が増加し、体液量の減少から血圧が低下する。一過性に腎機能の低下を認めるこ
ともあるが、腎における高血糖毒性改善薬との考えもあり、過剰濾過を正常化し、腎糸球体に保護的効果を発揮する
可能性も指摘されている。ただし高度腎機能低下例では本薬の効果が低下するため、適応にならない。体重減少、血
圧低下、脂質低下効果は心血管症の減少につながる可能性もある。本薬は単剤投与では比較的若年の肥満型糖尿病が
良い適応と思われるが、併用薬の作用を増強させる薬剤に成長する可能性もある。

LS-18 収入に対する材料費率の低減

○
お お が つねひろ

大賀 常弘
株式会社エム・アール・ピー コンサルグループ チーフコンサルタント

26 年度の消費税増税による控除対象外消費税問題や、混合診療の拡大、非営利ホールディングカンパニー型法人制
度の検討など、昨今の医療経営環境は激しく変化し、時流を先読みした病院経営がますます必要となってきています。
そのような状況下で、病院経営を改善し、病院全体の「モノ」の動きや収支バランスを適正に保つために、用度・

調達部門は病院経営の要として非常に重要な役割を担っていると言えます。
今回のテーマである【収入に対する材料費率の低減】は、用度・調達部門である事務方のみで実施できる方法論で

す。特に購入価格ベンチマークを活用して他施設価格と比較しながら交渉を行うことで、短時間で成果を出すことが
可能であり、長期間効果を継続することができます。市場価格は常に変動しているため、ベンチマーク平均価格以下
を基準とした交渉を行うなど、自院の購入価格と市場価格との乖離（自院の立ち位置）を意識した方法論を実施して
いくことが重要です。
こうした【収入に対する材料費率の低減】のための方法論・ポイントや、成果を出すために用度・調達部門が担う

べき役割について、昨今の医療行政や市場の動きも含めてお話をさせていただきます。また、国立病院様での取り組
み事例についてもご紹介させていただき、参加された皆様が新しい考えを得られる場にしていきたいと考えておりま
す。
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LS-19 糖尿病看護とメディケーション：実践で役立つインスリン療法の知識＆課
題解決の可能性

○
せ と な つ こ

瀬戸 奈津子
大阪大学大学院 医学系研究科保健学専攻 准教授

糖尿病看護では患者さんが内服薬やインスリン注射について自己管理するための「メディケーション」に関する支援
がとても大切です。一方インシデント報告で最も多いのが「メディケーションエラー」と呼ばれる薬剤投与に関連し
たものですが、糖尿病患者さんの増加に伴いインスリン療法を必要とする患者さんが増え、インスリンの種類が多く
投与方法が多様で複雑になってきました。よって臨床現場では、製剤名の見間違いなどインスリン注射に関連したイ
ンシデントが数多く報告されています。インスリンは誤って投与された場合に、重大な健康被害を引き起こす可能性
がある薬理作用を持つことから、ハイリスク薬（特に安全管理が必要な薬品）とされており、医療安全の観点も極め
て重要です。
日本糖尿病教育・看護学会では、インスリン療法の支援における看護師の役割に着目し、糖尿病看護ベストプラクティ
ス：インスリン療法（日本看護協会出版会，2014）を出版しました。また演者らは製剤区別のために用いられている
インスリン製剤の識別カラーおよび医療事故防止のための規定に則り命名されているインスリン製剤販売名につい
て、臨床現場で発生したエラーの実態を知ることによりさらなる対策の示唆が得られると考えました。こうした背景
から、インスリン製剤の製剤名および識別カラーに関するインスリンエラー対策のための実態調査：糖尿病看護認定
看護師を対象として（水野ら，2014）を実施しました。これらのテキストや調査結果を紹介しながら、カートを用い
たインスリン製剤管理などのメディケーションに関する課題解決の可能性について、ご提案したいと思っています。

LS-20 インスリンとGLP�1 受容体作動薬の併用療法

○
い そ が わ あきひろ

五十川 陽洋
社会福祉法人 三井記念病院 糖尿病代謝内科 部長

GLP�1 作動薬は大きく短時間作用型と長時間作用型に分類され、前者は食後血糖降下作用が強く、後者は空腹時血
糖降下作用も強い。我が国では 2013 年 9 月、基礎インスリンとGLP�1 受容体作動薬（リキシセナチド）の併用療法が
認可された。リキシセナチドは短時間作用型に分類され食後血糖降下作用が強く、基礎インスリンとの併用は相補的
な血糖降下作用が期待できる。基礎インスリンとGLP�1 受容体作動薬の併用療法は、BOT療法の次の一手として有用
な可能性がある。
2014 年 7 月時点ではインスリンと併用できるGLP�1 受容体作動薬はリキシセナチドのみであるが、持効型インス

リンを用いても良好な空腹時血糖コントロールが得られない場合は基礎インスリンと短時間作用型GLP�1 受容体作
動薬の併用療法では十分な治療効果を期待できない。近い将来に長時間作用型GLP�1 受容体作動薬（リラグルチド）も
インスリンとの併用療法が認可される見込みである。持効型インスリンを十分量用いても空腹時高血糖が是正できず
HbA1c も高値に留まる場合は、混合型インスリン 2回注射やインスリン頻回注射療法と長時間作用型GLP�1 受容体
作動薬の併用療法も、インスリン単独治療に比べてインスリン節約効果や体重増加の抑制が期待でき、有力な治療の
選択肢となると考えられる。
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LS-21 富士通が目指す次世代医療 ICT基盤
～臨床研究分野におけるシステム活用の取組～

○
あかほり こ う き

赤堀 光希
富士通株式会社 ヘルスケア・文教システム事業本部 ライフイノベーション事業部 ライフイノベーション開発部 マネージャー

富士通は 1970 年代の医事会計システムから、オーダリング、電子カルテ、地域連携と長年に渡り医療機関における
ICT活用に取り組んでまいりました。そして現在は、過去に蓄積された大量の診療データに加え、バイオ�ゲノム情報
や臨床研究データ等を収集する次世代医療 ICT基盤の創出・活用に取組みを強化しております。
本セッションでは特に臨床研究データの利活用をターゲットとした富士通の取組みを紹介します。
臨床研究分野の活性化は平成 25 年 6 月に閣議決定された「日本再興計画」（いわゆるアベノミクス）においても「健

康・医療戦略」として国策で取組むべき課題と位置づけられております。また来年度に施行が予定されております「人
を対象とする医学系研究に関する倫理指針」、あるいは臨床研究中核病院の法制化など、臨床研究を取り巻く環境は大
きな変革の時期であると認識しております。
富士通では臨床研究および治験分野に対し、医療システムと製薬システムの連携をはじめとする「臨床研究・治験

ソリューション」を展開しております。それぞれのデータを ICTの活用により連携し、臨床研究や治験のプロセスや
データの信頼性向上、業務効率化に貢献する取組みが既に始まっています。また、電子カルテデータの臨床研究への
利活用や、更には橋渡し研究まで包含したトータルソリューションの展開に注力しています。
これらの取組みにおける富士通が捉える現状と課題について紹介いたします。

ES 2 型糖尿病治療の現状と新たな展望

○
てらうち や す お

寺内 康夫
横浜市立大学大学院医学研究科 分子内分泌・糖尿病内科学 教授

食生活の欧米化や運動習慣の変化に伴い，日本でも近年 2型糖尿病は増加傾向にあり、社会問題となっている。2型糖
尿病の病態も従来のインスリン分泌不全を主徴とする型のみならず、インスリン抵抗性を主徴とする型、両者を合併
した型など、多岐にわたる。ここ数年、従来の治療薬に加え新しい作用機序の糖尿病治療薬が次々と発売され、様々
な治療薬の選択が可能となり、病態に沿った治療が可能となり、糖尿病患者の血糖管理も改善されつつある。
2014 年 4 月より、日本において新たな経口糖尿病薬である SGLT2 阻害薬の臨床使用が可能となり、治療選択肢がさら
に広がった。SGLT2 阻害薬は尿糖を増加させ血糖を低下させる新たな発想に基づく薬剤で、既存の経口糖尿病薬とは
異なる機序で血糖を改善する。複数の経口糖尿病薬で治療に難渋している症例においても併用が可能であり、加えて
血圧や体重減少作用など副次的な効果も期待される。尿糖増加に伴い、内臓脂肪が減少し、肝臓では糖やケトン体の
産生が亢進するが、その機序や病態生理は十分にはわかっていない。また、各薬剤の特徴の相違や使い分けは明らか
でなく、浸透圧利尿に伴う脱水、尿糖増加による尿路・性器感染、膀胱癌などの悪性腫瘍、皮膚病変、サルコぺニア
などの懸念もあり、今後短期的な効果だけでなく長期的な効果・有害事象にも十分注意が必要である。
以上、本講演では 2型糖尿病治療の現状と新たな展望について論じたい。
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EBM-1 人工栄養（中心静脈栄養もしくは経腸栄養）を
行う際の医療行為の安全性、患者予後に関する
観察研究（JAPOAN研究）

○
び と う せ い じ

尾藤 誠司
NHO 東京医療センター 臨床疫学研究室�教育研修部

目的：人工的栄養補給を必要とする高齢者に対して、異なる栄養投与方
法の差と、長期的な生存、および短期的な細菌感染症の発症との関連につ
いて比較する。
研究デザイン：多施設前向きコホート研究（62 施設）
患者：栄養の維持・改善を目的として人工栄養療法が行われた 60 歳以
上の患者
説明変数と登録：人工栄養投与開始時に、中心静脈栄養群（TPN）、経鼻
経腸栄養群（EN_N）、胃瘻経腸栄養群（EN_G）のいずれかの栄養経路が
臨床的に選択された患者に対し、同意を取得の後登録を行った。
アウトカム：死亡に至るまでの生存期間と介入開始後 2週間後・4週間
後における細菌感染症の発生。
結果：546 名の患者が登録され 474 名が解析対象となった。TPN群、EN
_N群、EN_Gにおける栄養開始後 180 日目、および 360 日目の死亡割合
は、それぞれ 52％・63％、32％・41％、22％・33％であった。ロジス
ティック回帰分析の結果、全サンプルでの解析ではこれらの死亡割合は
TPN群で有意に高かった。一方、神経疾患患者のみの解析（N＝347）で
は、3群の死亡割合に有意差を認めなかった。同サブグループでは、Cox
比例ハザードモデルによる生存期間についても 3群間で有意な差を認め
なかった。4週間以内の感染症の発生については、EN_G群を基準とした
場合、オッズ比はそれぞれTPNで 4.7［95％CI 2.4�9.6］、EN_G で 2.1［1.2�
3.7］であった。
結語：人工栄養経路は選択肢の患者に与える利益の制限を踏まえた上決
定されるべきである。
付記：本研究事業の成果は、JPEN J Parenter Enteral Nutr．に論文発表
された。

EBM-2 わが国の高血圧における原発性アルドステロ
ン症（PA）の実態調査研究（PHAS�J）

○
な る せ みつひで

成瀬 光栄1、田中 剛史2、大谷 すみれ3、小河 淳4、
田邉 真紀人5、野崎 園子6、荒木 里香7、波多 史朗8、田中 崇2、
米澤 一也9、澤村 守夫10、今成 哲朗11、品川 達夫12、
木村 博典13、野口 圭太郎14、小出 純子15、西村 元伸16、
長田 太助1、田中 公貴1、石塚 直樹17、山崎 力18

NHO 京都医療センター 内分泌代謝高血圧研究部1、
NHO 三重中央医療センター 内科2、NHO 南横浜病院 内科3、
NHO 九州医療センター 代謝内分泌内科4、NHO 小倉医療センター 内科5、
NHO 徳島病院 臨床研究部6、NHO 三重病院 内科7、
NHO 嬉野医療センター 循環器科8、NHO 函館病院 臨床研究部9、
NHO 西群馬病院 内科10、NHO 高崎病院 循環器科11、
NHO 長崎神経医療センター 循環器内科12、
NHO 長崎医療センター 第三内科13、NHO 米子医療センター 内科14、
NHO 東広島医療センター 内科15、NHO 千葉東病院 内科16、
国立国際医療センター研究所 予防医学研究室17、
東京大学 臨床疫学システム講座18

【目的】原発性アルドステロン症（PA）は 1）治癒可能、2）標的臓器障害
が多いことから早期診断・治療が重要である。近年、高血圧における高頻
度が報告されているが、専門施設での検討が多いことから選択バイアス
の可能性があり、実際の頻度は不明である。我々はEBM推進大規模臨床
研究 PHAS�J にて我が国の高血圧における頻度を検討した。
【方法】NHO47 施設が参加。倫理指針に準拠、中央・施設倫理委員会の承
認、患者の文書同意後に実施（UMIN ID : 998）。高血圧患者を対象とし、
スクリーニング検査（PAC≧120pg�ml＋PRA＜1.0ng�ml�h＋ARR≧200）
陽性の場合に PA疑いとし、副腎CTと機能確認検査（Furosemide 立位
試験、Captopril 試験、生食負荷試験）の少なくとも一種類を実施した。
1）CT上腫瘍（径≧10mm）有り：1種以上の機能確認検査陽性、2）CT
上腫瘍なし：2種以上の機能確認検査陽性または 1種以上の機能確認検
査陽性＋局在診断陽性（副腎シンチ、サンプリング）の場合を PAと診断
した。
【結果】登録数 1236 例、スクリーニング陽性率 8.7％、PAの頻度 3.3％。
PAでは非 PAと比べ治療抵抗性、低K血症の頻度が大の傾向を認めた。
年齢、性別、高血圧の罹病期間に差を認めなかった。
【結論】国立病院機構病院の一般診療外来を受診した高血圧患者における
検討では、スクリーニング陽性は 13％、PAは 3.3％であった。PAの臨
床所見は本態性高血圧と明確な差を認めなかったことから、診断には
PACと PRA測定によるスクリーニングが重要である。

EBM-3 大腸癌長期予後を指標とした外科技術評価法
の確立―E�PASS study より

○
は が よ し お

芳賀 克夫
NHO 熊本医療センター 臨床研究部

【目的】病院間の外科技術評価は、高齢化が進む先進国の医療保険制度を
維持する上で重要性を増している。これまで、病院間の外科技術評価に関
する研究は、術後死亡率など短期的な予後を指標として行われてきた。本
研究の目的は、大腸癌切除症例で長期予後を指標とした外科技術評価法
を開発することである。【方法】2005 年 4 月から 2008 年 4 月までに参加
16 病院で行われた大腸癌切除症例が対象である。これらの患者を 5年間
以上追跡し、全生存期間（OS）を求めた。OSの予測モデルは、Cox 比例
ハザード解析で作成した。モデルの検出精度はROC曲線下面積（AUC）、
適合度はHosmer�Lemeshow（H�L）検定で検討した。病院間の技術評価
は、実 5年生存率を予測 5年生存率で割った比（OE ratio）で行った。【結
果】891 例の患者が登録され、806 例（90％）が 5年間以上追跡できた。
これらのデータから、7独立変数から成るOSの予測式を開発した。この
モデルはTMN stage より有意に良好な検出精度を示した（AUC，95％
CI : 0.87，0.85�0.90 vs. 0.80，0.76�0.83）。また、このモデルの適合度は良好
であった（H�L 検定：chi square＝19.3，P＝.82）。病院間のOE ratio は
0.90～1.1 の範囲であり、有意な変動は認めなかった。【結論】本研究は、
大腸癌の術後OSに対する病院間の外科技術評価が可能であることを示
している。この方法論を用いることにより、国民に有意義な医療情報を提
供し、我が国全体の医療の質の向上を図ることができる。

EBM-4 ステロイド療法に伴う有害事象の発生頻度と
そのリスクファクター

○
み ぎ た き よ し

右田 清志、和泉 泰衛、川原 知瑛子、岩永 望、重光 良香、
末松 栄一、河部 庸次郎、松村 竜太郎、森 俊輔、新井 徹、
清川 哲志、赤川 志のぶ、白井 正浩、南 尚哉、曽我 隆義、
大湾 勤子、宮村 知也、津谷 寛、川上 健司、末永 康夫、
西村 英夫、杉本 豊彦、岩瀬 弘明、澤田 秀幸、山下 晴弘、
倉都 滋之、大串 文隆、川畑 正治、古川 宏、大島 至郎、
吉澤 滋、松井 利浩、尾藤 誠司、當間 重人

NHO 長崎医療センター 「ステロイド療法の安全性の確立に関する研究班」

【目的・方法】ステロイド療法に伴う有害事象の発生頻度とそのリスク
ファクターを明らかにする目的で、ステロイド治療が開始された自己免
疫疾患新規症例 604 名を登録しコホート研究を行った。
【結果】観察期間中（平均 1年 10 か月）、感染症 237 件、無菌性骨壊死 4
件、骨折 30 件、心血管イベント 25 件に認めた。感染症の約 30％を日和
見感染が占めていた。多変量解析を行なった結果、重篤な感染症（grade
3 以上）の独立した危険因子として、間質性肺疾患の合併（ハザード比HR
2.01 p＝0.011）、年令（�10 years HR 1.25 p＝0.014）、高用量（PSL換算 30
mg�day 以上）のステロイドの投与（HR 1.71 p＝0.047）、性別（男性HR
1.72 p＝0.028）ADLの低下（p＝0.047）が抽出された。また観察期間中 73
例（12％）に死亡を認め、その半数が感染症死で、死亡の独立した危険因
子は、高用量のステロイド投与（PSL換算 30mg�day 以上、HR 2.19、p＝
0.0004）、年令（10 years，HR 1.62，p＜0.0001）であった。次に、感染症
の中で、細胞内寄生体感染症に焦点を当てて解析した。観察期間中に、33
名に grade3 以上の細胞内寄生体感染症を認めた。その内訳はサイトメガ
ロウイルス感染症 14 名、PCP7 名、ヘルペスウイルス感染症 7名、結核
2名、NTM1名、EBウイルス感染症 1名、リステリア感染症 1名であり、
最終的に 8名が死亡していた。コックス比例ハザードモデルで抽出され
たリスク因子は、高用量のステロイド（＞30mg�day、OR : 2.4、p＝0.028）、
リンパ球数減少（＜1000�μl、OR : 2.3、p＝0.014）糖尿病（OR : 2.5、p＝
0.028）であった。
【結語】自己免疫疾患に対するステロイド治療で、最も重要な有害事象は
感染症であり、その予防、早期発見が必要と考えられた。

Migita K. Medicine（Baltimore）. 2013 vol 92 285�293.

Migita K. PLoS One. 2013 19 ; 8（11）：e78699.
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EBM-5 急性腸間膜虚血症の疫学調査（ERAMI�J）

○
は が よ し お

芳賀 克夫
NHO 熊本医療センター 臨床研究部

【目的】急性腸間膜虚血症は腸間膜動静脈の閉塞または攣縮により起こる
腸管の血行障害の総称であるが、その予後因子については不明な点が多
い。本研究の目的は、我が国おける急性腸間膜虚血症の実態を調査し、そ
の予後予測法を開発することにある。【方法】全国の国立病院機構 26 病院
で 2002 年以降の 5年間に急性腸間膜虚血症と診断された症例について、
患者背景、急性腸間膜虚血症の病型、POSSUM scoring systemの変数、
続発症の有無、在院死亡の有無を後ろ向きに調査した。在院死亡のリスク
因子はロジスティック回帰分析で解析し、その予測式を求めた。【結果】
急性腸間膜虚血症症例は計 110 例（男性 50 例、女性 60 例）が登録された。
これら患者の年齢の中央値（範囲）は、75（20�99）歳であった。全症例
の在院死亡率は 51％であった。全症例でロジスティック回帰分析を行う
と、心電図スケールとショック・インデックスが在院死亡の独立した予
後規定因子であることが判明した。ステップワイズ分析により、これらの
因子と年齢を独立変数とする在院死亡の予測式を得た。我々はさらにこ
の式を簡略化し、足し算のみで算出できる予測スコアを開発した。これら
予測法の精度をROC曲線下面積（95％信頼区間）で検定すると、在院死
亡の予測式は 0.83（0.74―0.91）、予測スコアは 0.82（0.74―0.91）と両者と
も良好な精度を示した。【結論】本研究で得られた予後予測法は臨床現場
で治療法の選択やインフォームドコンセント、医療の質の評価に利用可
能と考える。

EBM-6 糖尿病性腎症発症進展阻止のための家庭血圧
管理指針の確立（HBP�DN）

○
にしむら もとのぶ

西村 元伸
NHO 千葉東病院 腎・糖尿病センター

【背景】糖尿病性腎症（DN）第 2期は血糖、血圧の管理により病期の改善
も期待できる重要な病期であるが、家庭血圧（HBP）目標値に関する情報
は少ない。
【目的】DN第 2期予後に対するHBPの目標値の確立。
【方法】前向き観察研究。対象：2型糖尿病の外来患者。DN第 2期（尿中
アルブミン排泄率（ACR）30～300 mg�g cre）。3年間追跡。endpoint
の定義は、（1）remission：病期の改善（ACR＜30mg�g Cr）。（2）regres-
sion : ACR 50％以上減少。（3）progression：病期の進展（ACR＞300mg�
g cre かつ 30％以上増加）。時間依存的COX比例ハザードモデルで解析。
【結果】登録基準を満たした 268 例中、1年以内に追跡不能となった 33
例を除く 235 例が解析対象。Remission，regression，progression の発生
は、32.3％、44.7％、14.5％。全症例を対象にすると remission，regression
発生に対し、達成血圧値より血圧低下度が影響。観察開始時血圧不良例を
除外した再解析では（N＝153）、追跡期間 all HSBP（Home Systolic Blood
Pressure）が有意な因子となり、追跡期間 all HSBP＜120mmHg群で最も
多く発生した。
【結語】DN第 2期の remission，regression の達成には、CBPよりHBP、
特にHSBPが強く影響し、その目標値は 120mmHg未満である可能性が
ある。但し、長期の観察により、remission、regression 発生が、腎機能維
持につながるか、更に過降圧によるトラブルが増加しないかの検証が必
要である。

EBM-7 冠動脈疾患治療におけるインターベンション
療法の妥当性についての検討（AVIT�J）

○
ひ や む た こ う じ

冷牟田 浩司
NHO 九州医療センター 副院長

目的：国立病院機構施設共同で各種侵襲的冠動脈治療の症例を集積し、
薬物溶出性ステント（DES）普及後の冠動脈疾患治療戦略の妥当性を検証
する。
背景：DESが臨床現場に定着してきた。それに伴い冠動脈インターベン
ション療法（PCI）の最大の課題である慢性期再狭窄が激減し、DES普及
時代での PCI の有効性が一段と高まっている。一方、DESではベアメタ
ルステント（BMS）より内膜修復が遅延し、早期・晩期の血栓症リスクと
強力な抗血小板薬療法に伴う出血性合併症増加が懸念され、また医療材
料費高騰から医療経済上への影響も危惧されてきた。本研究では国立病
院機構ネットワークを用いて冠動脈疾患治療例を集積し、これらの課題
を検証してDES時代での適切な冠動脈疾患治療を模索する。
対象および方法：2007.8.1～2009.3.31 に国立病院機構 35 施設の PCI 例お
よび冠動脈バイパス術（CABG）例（計 2,895 例：PCI : 2,794 例、CABG :
101 例）を登録し、その臨床背景と投入医療資源（診療報酬点数）につい
て 3年間の追跡を行った。
結果：（1）初期成績：初期成功率は PCI と CABG間で差はなく、PCI
群間ではステント治療群がバルーン拡張術（POBA）より優っていた。
（2）初回治療時診療報酬：POBA＜BMS＜DES＜CABGの順に高騰し、
CABGで PCI に比し、2倍であった。
（3）3年間の累積投入入院医療費：DESでは BMSと概ね同等であり、医
療費高騰には繋がっていない。POBAでは経年的に累積投入医療費は高
騰し、BMS・DESを凌駕する。
（4）追跡調査：1年時（登録後 6ヶ月～12 ヶ月）再狭窄率はDESで最も
低く、3年間に晩期血栓症は発生していない。3年追跡調査ではDESの予
後は POBA・BMSより予後は良好であった。
総括：本邦での PCI、CABGともに初期成績は良好である。DES導入に
よって初期成績に変化ないが、3年間追跡予後でDESは POBA・BMS
より優っていた。DESの 3 年間投入累積医療費はBMSとほぼ同様で、医
療費高騰には繋がっておらず、今後の冠動脈疾患治療における役割は大
きい。

EBM-8 既治療進行非小細胞肺癌に対するエルロチニ
ブとドセタキセルの無作為比較第 III 相試験
（DELTA試験）

○
かわぐち と も や

川口 知哉1,2、安藤 昌彦3、伊佐 俊一1、久保 昭仁4,5、坂 英雄4

NHO 近畿中央胸部疾患センター 臨床研究センター1、
大阪市立大学大学院 医学研究科 呼吸器内科学2、
名古屋大学医学部附属病院3、NHO 名古屋医療センター4、
愛知医科大学 呼吸器・アレルギー内科5

【背景】既治療進行非小細胞肺癌（NSCLC）に対するドセタキセル（DOC）
療法は複数の無作為比較第 III 相試験の結果より標準的治療法として確
立されている。一方、上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害薬である
エルロチニブ（ERL）は化学療法不応例に対し、プラセボと比較して有意
に生存期間延長を示した。この結果からERLは、米国、EUをはじめ世界
85 カ国で承認されており、本邦においても 2007 年 12 月に承認された。
ERL療法はペメトレキセド療法、DOC療法とならんで再発・治療抵抗性
非小細胞肺癌に対する標準的治療の一つとして位置づけられている。
【目的】NSCLCの 2 次�3 次治療でのエERLと DOCの有効性と安全性を
検討した。主要評価項目は無増悪生存期間（PFS）、副次評価項目は全生
存期間（OS）、奏効率、安全性およびEGFR遺伝子型別の解析とした。
【対象】ECOG PS 0�2、1 レジメン以上のプラチナ併用化学療法歴がある
IIIB�IV 期の NSCLC患者
【結果】2009 年 8 月�2012 年 7 月に国立病院機構 41 施設から 301 例が登
録され、ERL群（150mg�日 連続内服）に 150 例、DOC群（60mg�m2
3 週毎投与）に 151 例が割り付けられた。PFSは ERL群で中央値 2.0 カ
月、DOC群で 3.2 カ月（log�rank p＝0.092，HR＝1.22）と有意差はなかっ
た。OSは ERL群で中央値 14.8 カ月、DOC群で 12.2 カ月（p＝0.527 ; HR＝
0.91）と有意差はなかった。EGFR遺伝子野生型に関する解析で PFSは
ERL群の中央値 1.3 カ月に対し、DOC群は 2.9 カ月（p＝0.013 ; HR＝1.44 ;
95％CI，1.08�1.92）と DOC群で有意に良好である一方、OSは各々 9.0
カ月 vs.10.1 カ月と有意差はみられなかった。
【結語】PFSにおいて ERLは DOCに対する優越性を示せなかった。
EGFR遺伝子野生型では、DOCは ERLに比べ PFSを有意に延長したが、
OSは差を認めなかった。
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EBM-9 医療・介護を要する在宅患者の転倒に関する
多施設共同前向き研究（J�FALLS）

○
あ い ば い く こ

饗場 郁子1、齋藤 由扶子1、川井 充2、吉岡 勝3、松尾 秀徳4、
藤村 晴俊5

NHO 東名古屋病院 神経内科1、NHO 東埼玉病院 神経内科2、
NHO 西多賀病院 神経内科3、NHO 長崎川棚医療センター 神経内科4、
NHO 刀根山病院 神経内科5

【目的】要介護状態にある在宅患者における転倒による重篤な外傷の発生
頻度および関連要因を明らかにする。【方法】対象は国立病院機構 44 施設
の外来へ通院し，介護保険制度にて要介護・要支援と認定されている
1415 例。年齢 75.5±9.6 歳。登録時に基本情報、転倒に関する問診、介護
保険主治医意見書の項目、薬剤を調査し、神経内科専門医が運動機能・認
知機能を評価の上、1年間転倒による重篤な有害事象（骨折、入院を要す
る外傷、死亡）を観察した。重篤な有害事象の有無と登録時評価項目につ
いて χ2検定を行い，さらに比例ハザードモデルを用いて発生リスクを検
討した。【成績】転倒による重篤な有害事象は 1415 例中 94 例（6.6％）、100
人年あたり 8.9 件発生した。内訳は骨折 85 件（6.0％）、入院を要する外傷
47 件（3.3％）、死亡 0件。比例ハザードモデルの結果より、有意に重篤な
有害事象を発生するリスクは、‘認知症高齢者自立度 2’1.9 倍、‘症状が不
安定’2.3 倍、‘過去 1年間の転倒頻度が月に数回’1.7 倍、‘週数回～毎日何
度も’6.3 倍、‘過去 1年間の重篤な有害事象回数が 2回以上’3.6 倍、‘夜
間頻尿（3回以上）’1.9 倍、‘屋内外階段使用’1.9 倍、‘骨粗しょう症治療
薬 2～4剤服用’2.4 倍であった。【結論】要介護者における転倒による骨
折の発生率は年間 6％で、わが国における地域高齢者の約 3倍であった。
転倒による重篤な有害事象発生と関連する要因は、認知症高齢者自立度、
症状の安定性、過去 1年間の転倒頻度・重篤な有害事象回数、夜間頻尿、
階段使用、骨粗しょう症治療薬服用数であった。

EBM-10 国立病院機構病院における Clostridium diffi-
cile 感染症における入院死亡と危険因子に関
するコホート研究

○
たかはし まさひこ

高橋 正彦
NHO 東京医療センター 消化器科

【目的】Clostridium difficile は抗菌薬や抗悪性腫瘍薬使用に関連する下
痢・腸炎の主要な原因菌であると同時に重要な院内感染菌である。近年
Clostridium difficile 感染症（CDI）は欧米で大きな疫学的変化がみられて
いるが、我が国での発生状況は不明な点が多い。国立病院機構病院での
CDI の発生状況を調査し患者要因や治療内容がCDI 発症患者において
入院死亡にどう影響するかを検討することを目的とする。
【方法】2010 年 11 月 1 日から 2011 年 10 月 31 日までに研究協力 47 施設
で CDI と診断された満 18 歳以上の入院患者を原則全数、連続的に登録
し、登録されたCDI 患者について基礎疾患、栄養状態、CDI に対する治
療、患者に行われていた医療行為（3日以上）について調査した。また、
研究前後で院内感染対策アンケートを実施した。
【成績】CDI 患者 924 例のうち 102 例（11.0％）が CDI 発症後 30 日以内に
死亡した。死亡に関連した危険因子は、年齢：75 歳�84 歳（OR，2.08 ;
95％ CI, 1.19�3.62 ; P＜0.05）、併存疾患：呼吸不全（OR，1.98 ; 95％ CI,1.19�
3.32 ; P＜0.01）および心不全（OR，2.12 ; 95％ CI, 1.26�3.55 ; P＜0.01）、低
アルブミン値（2.6g�dl 以下）（OR，3.50 ; 95％ CI, 1.33�9.22 ; P＜0.05）が挙
げられた。またCDI の治療はメトロニダゾール治療群ではなくバンコマ
イシン治療群でのみ有意に死亡リスクの低下がみられた（OR，0.43 ; 95％
CI, 0.25�0.75 ; P＜0.01）。研究後で研究前より感染対策が改善しており、研
究参加の効果と思われた。

EBM-11 観血的医療処置時の抗血栓薬の適切な管理に
関する研究（MARK study）

○
や さ か まさひろ

矢坂 正弘、岡田 靖、MARK研究グループ
NHO 九州医療センター 臨床研究センター 脳血管・神経内科

抗血栓薬（抗血小板薬と抗凝固薬）は、高齢者に多い血栓性または塞栓性
疾患の発症や再発予防に有効であり、多くの症例に投与されている。高齢
者の増加とともに対象症例数は年々増加の一途をたどっている。抗血栓
療法中に手術や生検などの観血的医学処置が必要になった時の対応は医
療現場で一致しておらず混乱している。抗血栓薬を中止すれば、手術や処
置は出血を伴わずにスムーズに行えるが、血栓性疾患や塞栓性疾患発症
のリスクが上昇し、一方で抗血栓薬を継続すると血栓性疾患や塞栓性疾
患の発症を予防できるが観血的処置時に大出血を起こすことが危惧され
るからである。ワルファリン療法を中断すると約 1％の頻度で血栓・塞
栓性疾患が発症し、アスピリンを中止すると脳梗塞発症のオッズ比が 3.4
倍高まると警告されている。そこで、「観血的医療処置時の抗血栓薬の適
切な管理に関する研究（MARK study）”Management of antithrombotic
agents during surgery or other kinds of medical procedures with bleed-
ing（MARK study）”が行われた。本研究では国立病院機構で抗血栓療法
中に観血的処置が必要となる症例を前向きに登録し、抗血栓薬への対応
と予後を調査し、抗血栓療法継続下での処置の可否、抗血栓療法中断時の
血栓性疾患発症率や代替療法の必要性を検討し、抗血栓療法の対象疾患
や観血的処置の対象疾患、および抗血栓薬の種類ごとに観血的処置にお
ける抗血栓療法の適切な管理方法を明らかにする。中央倫理委員会の承
認を得て、全 59 病院が参加して平成 24 年 1 月に 10,000 例の登録を目標
に研究が開始され、平成 26 年 5 月に登録例数が 10,000 例に達した。本研
究の概要説明と結果報告を行う。

EBM-12 2型糖尿病を併せ持つ高血圧患者におけるメ
トホルミンの心肥大・心機能に対する効果の
検討（ABLE�MET）に関する研究の立ち上げ

○
お の こう

尾野 亘1,2、森 利依子1、和田 啓道1、浅原 哲子1、藤田 正俊2、
島津 章1、長谷川 浩二1

NHO 京都医療センター 臨床研究センター1、京都大学大学院 医学研究科2

平成 22�24 年度国立病院機構共同臨床研究 EBM推進のための大規模
臨床研究「2型糖尿病を併せ持つ高血圧患者におけるメトホルミンの心肥
大・心機能に対する効果の検討：ABLE�MET」では、2型糖尿病を併せ
持つ高血圧患者を対象とし、メトホルミンを投与した際の心肥大・心機
能に対する効果を、心臓超音波検査による左室重量・拡張能、血中心不全
バイオマーカーを指標として検討する。2011 年 9 月 1 日から多施設共同
研究を独立行政法人国立病院機構病院および協力病院において開始し
た。本研究は、以下の 2群において 1年間比較検討する。
I群：メトホルミンによる糖尿病治療群。
II 群：メトホルミン及び他のビグアナイド系薬剤、ピオグリタゾン以外
の経口糖尿病薬投与による治療群。
主要評価項目は
1）心臓超音波検査による左室重量・拡張能
2）血中心不全バイオマーカー

であり、副次評価項目として、以下の検討を行う。
1）心臓MRI による左室重量
2）心電図（自律神経機能評価）
3）探索的解析

患者背景別層別解析により、メトホルミンを用いた群の有用性が高い患
者群を検索する。
2014 年 5 月末現在においては、計 180 症例が登録されている。
安価な経口糖尿病薬の心肥大・心不全予防効果が示されれば、糖尿病患
者の予後・QOL改善と医療費の削減に寄与すると考えられる。
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EBM-13 喫煙者、非喫煙者の肺癌病因に関する分子疫学
的研究（JME試験）

○
まつむら あきひで

松村 晃秀1、川口 知哉2,3、安藤 昌彦4

NHO 近畿中央胸部疾患センター 副院長1、
NHO 近畿中央胸部疾患センター 臨床研究センター2、
大阪市立大学大学院 医学研究科 呼吸器内科学3、名古屋大学医学部附属病院4

【背景】喫煙と肺癌の密接な関係は多くの研究から証明されている。一方、
世界的に肺癌患者の 25％は非喫煙者であると報告されている。特に日本
人は、非喫煙者肺癌の割合が高いと考えられている。今回、我々は、非小
細胞肺癌の原因を明らかにするため、性差、癌家族歴等の情報と、遺伝子
変異解析を含んだ前向き分子疫学研究を計画した。
【目的】（主要目的）
肺癌の手術検体を用いて、喫煙歴、性差を考慮して肺癌の遺伝子変異を体
系的に調査する。
（副次目的）
肺癌の遺伝子変異等のバイオマーカーと臨床的予後についても検討す
る。
将来的に米国との統合解析を行い、人種差の影響についても検討する。
【方法】本研究は国立病院機構主催の前向き多施設共同の分子疫学研究で
ある。非小細胞肺癌と診断された病期 I～IIIB の手術適用例を対象とし、
得られた検体で次世代シーケンサー及び高感度 PCR法を用いた体細胞
変異解析とHPV感染確認を行った。質問票を用いて詳細な患者情報及び
環境因子に関する情報を収集した。予定登録数は喫煙者、非喫煙者各 450
例合計 900 例とした。
【結果】2012 年 7 月より 2013 年 12 月の期間で 958 例が登録され 901 例に
分子生物学的解析を行った。TP53、KRAS、およびNFE2L2 の変異が喫
煙量に比例し有意に増加したが、EGFRおよび CTNNB1 では変異が有意
に減少した。HPVの感染は 3例のみで観察された。
【結語】喫煙等の環境因子の曝露に対し独特な遺伝子変異を観察した。
HPV感染と非小細胞肺癌の有意な相関は観察されなかった。

EBM-14 わが国における尿酸排泄動態に関する基準範
囲の検討（RICE�U研究）

○
つ た に ひろし

津谷 寛1、大槻 希美1、見附 保彦1、上田 孝典2、細萱 茂実3

NHO あわら病院 内科1、福井大学 医学部 第一内科2、
東京工科大学 医療保健学部 臨床検査学科3

【目的】高尿酸血症の主たる原因である腎における尿酸排泄動態の正常値
を調べた報告は極めて少ない。米国CLSI の指針および日本臨床検査標準
化協議会の共用基準範囲案を用いて、国立病院機構職員を中心に被験者
を得ることにより、成人日本人の尿酸排泄動態に関わる 60 分法尿酸クリ
アランス検査による尿酸クリアランス値（Cua）・尿中尿酸排泄量（Eua）
の基準範囲を明らかにする。また（1）男性、閉経前女性、閉経後女性の
3群に分けて基準範囲を求める妥当性、（2）蓄尿時間の違いによる各指標
の再現性、（3）排泄低下型診断における各指標の再現性、（4）産生過剰型
高尿酸血症診断における各指標の再現性、（5）高尿酸血症診断における
Cua 等の判断項目の正確性について検討し、生活習慣病である高尿酸血
症に関わるEBMを確立する。
【方法】研究デザイン：観察研究。一次エンドポイント：60 分法尿酸クリ
アランス検査による成人日本人のCua・Eua の基準範囲。副次エンドポ
イント：（1）Cua・Eua の性別・年代別群間差、（2）蓄尿時間の異なるCua
間あるいはEua 間の相関、（3）尿酸クリアランス値Cua（60 分法）によ
る排泄低下型高尿酸血症診断と、Cua（24 時間法）あるいは尿酸排泄率に
よる診断の一致度、（4）60 分間分割 Eua による産生過剰型高尿酸血症診
断と 24 時間 Eua あるいは尿中尿酸・クレアチニン比による診断の一致
度、（5）高尿酸血症診断におけるCua（60 分法）のカットオフ値。対象：
（1）室内勤務者、（2）年齢 20 才～65 才、（3）本人による文書での同意で
きる人。目標対象数：20 歳～65 歳の男性 540 名、女性 450 名、計 990
名。実施期間（予定）：H26 年 6 月～H27 年 5 月

EBM-15 酸素投与による心臓カテーテル後造影剤腎症
の予防効果に関する研究：OPtion CIN 研究

○
あ じ ろ よういち

網代 洋一1,2、関口 治樹1,2、森 文章1、岩出 和徳1,2、田中 直秀1、
小松 達司2

NHO 横浜医療センター 循環器内科1、NHO 横浜医療センター 臨床研究部2

【背景】造影剤腎症は心臓カテーテルにおける重篤な合併症であり、その
発症機序として腎虚血が重要である。我々は、造影剤投与前に酸素投与に
より動脈血を充分に酸素化する事を“酸素プレコンディショニング”と命
名、単施設非盲検クラスターランダム化試験により、その造影剤腎症予防
効果を報告した。本法は簡便かつ安価な医療である。その有効性をより信
頼性の高いデータで検証する意義は大きい。
【目的】酸素プレコンディショニングによる造影剤腎症の抑制効果を多施
設共同単盲検ランダム化群間並行比較研究により検証すること
【研究計画】実施期間：中央倫理審査承認日（平成 26 年 8 月 2 日）より 3
年間
対象患者：待機的に心臓カテーテル検査・治療を行う 30 歳以上の症例
対象患者数：1300 例（adaptive design にて最大 2000 例まで変動）
研究方法：1）対象患者より同意取得後、無作為に「空気投与群」と「酸
素プレコンディショニング群」に割付ける、2）盲検化ボンベを用いて、
単盲検下に割付ガスを投与しつつ、予定された心臓カテーテルを行う、3）
カテーテル後 12～48 時間後に造影剤腎症発症の有無を評価する。
一次評価項目：カテーテル後造影剤腎症発症率
【進捗状況】平成 25 年 12 月より登録を開始。平成 26 年 5 月 16 日の時点
で 402 例が登録された。この登録ペースが維持されれば、本年夏～秋頃に
中間解析が予定される。その結果により最大 2000 例までのサンプルサイ
ズ調整を行う（adaptive design）。同時期に訪問施設監査を予定する。現
在まで、割付ガスによる重篤な有害事象の発症は認めていない。さらなる
進捗状況を学会で報告する。

EBM-16 酸素投与による造影CT検査後の造影剤腎症
予防効果の検討

○
せきぐち は る き

関口 治樹1,2、網代 洋一1,2、内田 吉枝1、森 文章1、岩出 和徳1,2、
田中 直秀1、小松 達司2

NHO 横浜医療センター 循環器内科1、NHO 横浜医療センター 臨床研究部2

背景：造影剤腎症（CIN）は造影剤を使用する検査における重要な合併症
であり、心臓カテーテルをはじめとする動脈造影においては、推奨予防策
である生理食塩水による補液の併用でも約 5�10％の発症が認められ、新
たな予防策の考案は重要である。
一方、静脈造影（造影CT）では CIN予防法のエビデンスが少なく、ガイ
ドラインでは動脈造影における予防法を静脈造影でも推奨予防法として
いるが、その推奨法＝「12～24 時間かけた等張性輸液の持続静注」は、外
来患者に対しての適応は現実的に困難である。
我々は、心血管造影検査時の造影剤投与前に酸素化（酸素プレコンディ
ショニング）を行い、腎虚血の軽減を介してCIN発症が抑制されると仮
説を立て、当施設での単施設非盲検試験ではその有用性が認められた。
仮説：酸素プレコンディショニングを静脈造影においてもCIN発症予防
に有効と考え、造影CTを行う慢性腎臓病患者に対し検討を行う。
目的：酸素プレコンディショニングによる静脈造影におけるCINの抑制
効果を検討する。
デザイン：医師主導型多施設共同二重盲険ランダム化群間並行比較研究
対象：外来で予定された造影CT検査を行う推算糸球体濾過量が 60ml�
min．�1.73m2以下の患者（1100 例）。
方法：対象患者より同意取得後にECDシステムを用いて最小化法によ
り、無作為に 2群（酸素投与群：O2 2L�min、通常空気投与群；コント
ロール）の 2群に分け、造影剤投与 15 分前より経鼻的投与を行う。CIN
発症を主要評価項目とし、造影CT検査 24～72 時間以内の腎障害〔血清
クレアチニンの 25％あるいは 0.5mg�dL 以上の上昇〕で評価する。
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O-1-1 後腹膜アスペルギローマの1例

○
し の き り さ

篠木 理沙、竹島 徹平、井上 雅弘、三條 博之、平井 耕太郎
NHO 相模原病院 泌尿器科

症例は 65 歳男性。悪性関節リウマチにて平成 16 年より当院リウマチ科
通院中の患者で、平成 24 年 12 月に胸部違和感を主訴に来院し、異型肺炎
の診断となり入院加療していた。入院時検査にて β�Dグルカン上昇、ア
スペルギルス抗原陽性であった。入院中の胸部単純CTで両肺にびまん
性に広がる多発結節影・空洞影が見られた為、アスペルギルス感染症を
疑い内服加療していた。その後フォローのCTにて胸部空洞影は縮小傾
向にあったが、左腹腔内に直径 35mm大の腫瘤を認めた為、当科紹介受診
となった。MRI にて脂肪組織を含む所見であり、脂肪肉腫を否定出来な
かった為、腹腔鏡下での経腰式後腹膜腫瘍切除術施行。術後は問題なく退
院となった。摘出検体の病理組織診断にて脂肪壊死像とともにアスペル
ギルス菌糸を認め、アスペルギローマの診断であった。後腹膜に生じるア
スペルギローマは検索しうる限るでは自験例を含めて 2例のみであり、
確立した治療法はない。自験例では抗真菌薬の投与に伴い肺病変は縮小
していたものの、後腹膜腫瘤は増大傾向にあった為外科的切除は妥当で
あったと考える。術後再発を認めていないが β�Dグルカン値は上昇傾向
にある為、更なる新病変の検索が必須と考える。

O-1-2 前立腺癌に合併した膀胱ヘルニアの1例

○
たかはし ひでかず

高橋 秀和1、水沢 弘哉1、福島 健太郎2、齋藤 徹一1、原 寛彰1、
土屋 拓司2

NHO 信州上田医療センター 泌尿器科1、NHO 信州上田医療センター 外科2

【症例】66 歳 男性【主訴】PSA高値【既往歴】高血圧、脂質異常症にて
内服加療中であった。【現病歴および経過】平成 25 年 7 月に PSA高値
（11.21）で前医を紹介受診。夜間頻尿 2�3 回、時に切迫性尿失禁を認めた。
MRI にて前立腺腫大を認め、PSA高値と合わせると前立腺癌の可能性を
否定できない結果であり、当科へ紹介受診となった。来院時、尿所見には
異常なく、前立腺はエコー上 45g、直腸診では小鶏卵大、弾性硬、結節な
しであった。同年 10 月に経直腸的前立腺針生検を施行し、adenocarci-
noma 2�8、Gleason score 3＋3＝6 の結果であった。Staging CTにて遠隔
転移はなかったが、膀胱の一部が右陰嚢内に向かって偏位しており膀胱
ヘルニアを合併していると診断した。2010 年頃から右鼠径部腫脹を自覚
しており、今まで用手還納していた。来院時にも右鼠径部に鶏卵大から手
拳大の膨隆を認めた。骨シンチでも明らかな骨転移所見はなく、手術によ
る治療方針となった。平成 26 年 2 月に全身麻酔下にて前立腺全摘術と膀
胱ヘルニア修復術を同時施行した。病理診断は adenocarcinoma、Gleason
score 3＋4、pT2N0M0 であった。術後経過は良好で 3ヶ月を経ても尿失
禁やヘルニア再発は認めていない。【考察】膀胱ヘルニアは全鼠径ヘルニ
アの 1�4％と比較的稀な疾患であるが、陰嚢にまで達するものはさらに
稀である。膀胱ヘルニアの原因として、下部尿路閉塞、膀胱内圧上昇、加
齢や手術などによる膀胱支持組織の脆弱性が指摘されている。自験例で
はエコー上前立腺腫大と肥満が明らかであり、潜在的な排尿障害と肥満
による膀胱内圧上昇が膀胱ヘルニアの原因と思われた。

O-1-3 膀胱全摘術後に鼠径リンパ節転移をきたした
膀胱癌の一例

○
はら ひろあき

原 寛彰1、三村 裕次1、齊藤 徹一1、水沢 弘哉1、加藤 晴朗2

NHO 信州上田医療センター 泌尿器科1、長野市民病院2

【症例】65 歳男性。2010 年 7 月、排尿時の陰茎先端の疼痛を主訴に近医を
受診した。尿検査にて尿潜血陽性、異形細胞陽性を認め、尿路悪性腫瘍の
疑いで当院当科へ紹介となった。尿細胞診は classV で、膀胱鏡では膀胱
内、前立腺部尿道に多発する乳頭状腫瘍を認めた。TUR�Bt を施行し、病
理組織診断はUC、G2＞G1＞G3、T2、ly（＋）であった。胸腹部造影CT
では、膀胱壁外浸潤、リンパ節転移、遠隔転移は認めなかった。2010 年
11 月に膀胱尿道全摘除術、回腸導管造設術を施行した。病理組織診断は、
UC、G3（G2＞G1＞G3）、pT4a（前立腺への直接浸潤あり）、pN0、ew
（－）であった。以後、再発なく経過していたが、2014 年 3 月、腹部造影
CTにて腫大した右鼠径リンパ節を複数認め、同時に前立腺摘出部に造影
効果の高い結節状陰影を認めた。いずれも膀胱癌の再発、転移が疑われ
た。右鼠径リンパ節に対し、開放リンパ節生検を施行し、尿路上皮癌と診
断された。現在はGC療法を 2コース施行し、右鼠径リンパ節は縮小傾向
にある。【考察】膀胱全摘除術後に、骨盤内リンパ節への転移を認めるこ
となく鼠径リンパ節へ転移をきたすことは稀である。鼠径リンパ節と同
時に残存尿道、または陰茎・亀頭部に転移、再発を認めた症例は国内で数
例報告されている。尿道再発の危険因子としては 1．乳頭状癌、2．多発性
癌、3．膀胱頸部、前立腺部尿道、前立腺部の癌の存在が挙げられる。本
症例では前立腺摘出部に腫瘍再発が生じ、さらに鼠径リンパ節へ転移を
きたしたものと推測される。尿道再発の可能性を有する場合、残存尿道、
前立腺摘出部への晩期再発の危険性があることを認識する必要があると
考えられた。

O-1-4 異時性両側精巣腫瘍の1例

○
つじおか た く や

辻岡 卓也、甲藤 和伸、横田 欣也
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 泌尿器科

症例は 45 歳，男性．1997 年 1 月前医にて左精巣非セミノーマ（embryonal
carcinoma＞yolk sac tumor and teratoma）に対して左高位精巣摘除術を
施行．経過観察中の 1999 年 7 月 AFPの上昇を認めBEP療法 2コースを
施行．以後再発ないため前医でのフォローアップは終了していた．
2014 年 1 月 9 日右精巣の硬結を自覚し近医を受診．右精巣腫瘍の疑いに
て 1月 14 日前医紹介受診．右精巣は腫大していないも明らかな硬結を触
知し，精巣エコーでモザイク状の腫瘍を指摘され右精巣腫瘍の診断で加
療目的に当科紹介．腫瘍マーカーは正常で造影CTでは転移なし．1月 22
日右高位精巣摘除術を施行．病理検査結果でセミノーマ，StageI であり，
現在術後サーベイランス中であるが再発は認めていない．異時性両側精
巣腫瘍の症例を経験した．若干の文献的考察を加えて報告する．
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O-1-5 粗大な腎尿管結石に対する経尿道的腎尿管結
石砕石術（TUL）の経験

○
ふくしま たかふみ

福島 貴郁、藤井 慎介、藤井 照護、淺野 耕助、奥谷 卓也
NHO 広島西医療センター 初期臨床研修医

【緒言】元来、粗大な腎尿管結石に対する治療として体外衝撃波結石破砕
術（以下ESWL）や経皮的腎結石砕石術（以下 PNL）といった手法が主
であったが、軟性鏡尿管ファイバーとホルミウムYAGレーザーの導入に
より経尿道的腎尿管結石砕石術（以下TUL）を選択することも可能と
なった。今回我々は粗大な腎尿管結石に対しTULを行った症例を 5例経
験したため報告する。【対象】20 歳から 74 歳（平均年齢 54.6 歳）の男性
4例、女性 1例で、腎結石 3例、尿管結石 2例、結石のサイズは 10×10
mm～21×10mmであった。【方法】全例腰椎麻酔下にウルフ社製硬性尿管
鏡とオリンパス社製軟性尿管ファイバーを併用し、ホルミウムYAGレー
ザーにて砕石した。可及的に砕石片を抽石し、尿管ステントを留置して終
了した。【結果】平均手術時間は 62.6 分であり、術後に大きな合併症を引
き起こした症例はなかった。TUL単回で完全破砕できたのは 2例で、3
例に対しては術後複数回のESWLを行った。そのうち 1例に関しては
ESWL後、再度TULを施行し、破砕できた。【考察】粗大な腎尿管結石に
対し、TULは有効であると考えられたが、尿路感染・敗血症などの合併
症のリスクを考慮して砕石時間を 60 分に制限すると、単回治療では完全
に破砕できない例もあった。今後、留置シースの径を大きくしたり、ツイ
ンチャネルの尿管ファイバーを用いたりすることでドレナージ効率を高
め、長時間の砕石を行う予定である。

O-2-1 国立病院機構・国立高度専門医療センター病
院における精神科病棟の長期入院患者の現状
と課題―18施設の実態調査より―

○
た け だ じゅんいち

武田 淳一1、永田 郁子2、小田 勢津子2、佐藤 るみ子3、
西 純子4、間 雅子5、林 真由美4、石川 清美5、牛島 品子2

NHO さいがた医療センター 看護部1、
国立国際医療研究センター 国府台病院・国立精神・神経医療研究センター
病院2、NHO 小諸高原病院3、NHO 下総精神医療センター4、
NHO 久里浜医療センター5

「第 7回精神医療の機能分化と質の向上に関する検討」（平成 24 年 6 月）
では、「新たな長期在院患者を作らないことを明確にするために『重度か
つ慢性』を除き精神科の入院患者は 1年で退院させ、入院外治療に移行さ
せる仕組みを作るとしている。また、「良質かつ適切な精神障害者に対す
る医療提供を確保するための指針案中間のまとめ」（平成 24 年 9 月）でも
同様に精神病床の機能分化に関する事項の中に 1年を超えない入院や 1
年を過ぎた重度かつ慢性以外の長期患者については地域移行を推進する
ことが今後の方向性としてまとめられている。これらを踏まえ、関東信越
ブロック精神看護管理者会は平成 26 年 1 月 1 日を定点日として、国立病
院機構・国立高度専門医療センターで 100 床以上の精神科病床を持つ 18
施設に対して、精神科病棟の長期入院の現状と退院促進に関する調査を
行った。退院困難事例の理由の項目については「新しい精神科地域医療体
制とその評価のあり方に関する研究」の評価項目を使用した。 その結果、
在院日数・長期入院患者の数は施設による違いと病棟機能による違いが
大きいことがわかった。退院できない理由では、病状によるものは「精神
症状のため・問題行動のため」が殆どであり、病状以外の理由では「家庭
内調整がうまくいかない・受け入れ先が困難なため」が殆どであった。ま
た、各施設の長期入院患者の退院に向けての取り組みでは、「患者の背景
を把握して、必要な制度の説明や利用を勧める」「他職種とのカンファレ
ンス」「地域との連携」「患者・家族教育」などの取り組みの実態が明らか
になった。

O-2-2 リーダーの業務負担軽減への取り組み

○
む ら た さ え

村田 佐恵、石井 聡子
国立がん研究センター東病院 看護部

＜目的＞今回リーダーを行う看護師の業務負担軽減させる目的で取り組
みを行った＜方法＞リーダーを行う中でリーダーの役割を明記していた
がその認識に相違があった。その為リーダーとしての役割は何か、リー
ダー業務の負担軽減にはどうすればよいかアンケート調査した。＜結
果＞アンケート結果からリーダー役割の認識は、チーム内の全体の把握
と業務の分担の調整・緊急入院対応・緊急処置、病床状況の判断・新人
看護師、中途採用者への指導・フリー業務の実施・部屋割りと多岐に
渡っていた。そこで業務内容の見直しを調査した結果、緊急入院・フリー
業務・翌日の部屋割りを見直す検討が必要と分かった。始めに緊急入院
は、今までリーダーが入院を受けていたが、業務量とレディネスを考慮し
スッタフヘ分担した。またリーダーの役割として緊急入院を受けたス
タッフのフォローと相談役であることと、経験が浅いリーダーには相談
看護師を明確化した。フリー業務は毎日の機器点検や物品の補充が主で
あるがこれをスタッフ全員で行なう分担制とした。さらに可能な範囲で
看護助手に依頼した。翌日の部屋割りについては必ずリーダーが実施す
るものとせず、翌日の業務量が分かる一覧表を作成しリーダー経験者は
誰でも部屋割りが行えるようにした。＜考察＞状況対応リーダーシップ
SL理論では個人集団のレディネスに合わせる事とある。リーダーの役割
を明確化した事、経験の浅いリーダーにはフォロー体制を確立させたこ
と、更にフリー業務をスタッフ全員の分担制としたことはリーダーの業
務負担を軽減した要因と考えられる。＜今後の課題＞リーダーとしての
役割が果たせ働きやすくなったか調査し更なる改善を行う。

O-2-3 外来における継続看護の充実を図るためには

○
お お き さ と み

大木 聡美、佐藤 佳代、北脇 なつき、須藤 真奈美、高倉 千明
国立がん研究センター東病院 看護部

【目的】近年、がん治療は外来への移行が進んでおり外来看護のニーズが
高まっている。そこで外来における初診時からの継続看護の充実を図る
ために、取り組みを行った結果、示唆を得たので報告する。
【方法】チーム制導入、thank you letter 実施、外来療養支援アセスメント
シート作成、他職種との業務分担実施、外来看護必要度作成の 5つの取り
組みを行い、カンファレンス・初診時問診・継続看護記録の件数、外来看
護師のストレス値、看護業務時間、人員増加を取り組みの前後で比較し
た。
【結果】チームカンファレンス件数は 2.8 倍増加、初診時問診件数が 1.4
倍、継続看護記録数が 2倍に増加した。外来看護師のストレス値が全項目
減少した。看護業務時間は 8％増加した。人員増加には至っていないが継
続看護の充実に繋がったと 42％の看護師が回答した。
【考察】チームカンファレンスの情報共有は継続看護を効果的に行うこと
に役立ち、コミュニケーションを促進させ、外来看護師のストレス値減少
につながったと考えられる。今後もチーム制を継続していく必要がある。
外来療養支援アセスメントシートは、外来看護師の主観に頼るだけでな
く客観的評価ができた。現状では初診時や継続患者全例に介入していく
事は困難であり、運用方法の検討が必要である。他職種との業務分担は、
看護業務時間が増加し取り組みによる効果があったと考えられる。
【結語】外来における継続看護の充実を図るためには、チーム制の継続と
外来看護師間のコミュニケーションを良好に保ち情報共有すること、他
職種と業務分担を行って看護に専念できる環境を整えることが重要であ
ることが示唆された。
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O-2-4 救急外来におけるトリアージシステム導入に
伴う現状

○
し み ず る り

清水 瑠璃、鈴木 忍、野村 美紀、藤井 由美恵
NHO 横浜医療センター 救命救急センター

【はじめに】当院では平成 25 年 4 月から夜間休日に対し院内トリアージ
システムを開始した。トリアージを行うツールとして JTAS（緊急度判定
支援システム）を使用し救急外来を受診する患者（以下ウォークイン）に
対するトリアージを行っている。導入後 1年経過し、トリアージ記録の検
証、スタッフへのアンケート調査を実施し、問題点と今後の課題が明らか
になったので報告する。【研究方法】1．導入直後（前期）、導入後（後期）
のトリアージ実施率算出。未実施理由の調査。2．導入後、救急外来で勤
務する看護師 36 人に対してアンケート調査。【結果】前期トリアージ実施
率は 58％、後期実施率は 51％であり、未実施の理由で一番多かったのは
「トリアージ前に診察が開始した」が前期後期ともに 50％を占めていた。
次にトリアージできる看護師がいない、多忙という結果だった。アンケー
ト回収率は 88.8％であり、結果からは JTASを理解していると答えたス
タッフが 70％だった。システムで困った事例があると答えたスタッフは
60％で、トリアージ前に事務が医師へ連絡することで診察が開始されて
しまうという意見が多かった。【考察】前期と後期で大きくトリアージの
実施率に変化がない事がわかった。しかしアンケート結果と未実施理由
から、トリアージ前に診察が開始したとの意見が多く、患者来院時に速や
かに看護師がトリアージできるよう事務・医師との連携を強化した。更
に、トリアージナースではない経験年数の浅いスタッフが夜勤を始めて
いる事もまた未実施理由の一つとして考えられる。そのため、今後はトリ
アージナースの育成に向け、定期的なトリアージ記録や事例の検証、シ
ミュレーション教育を行っていく必要がある。

O-2-5 化学療法後の口腔粘膜障害に対する予防的セ
ルフケア指導方法の試み～入院時早期からの
口腔内評価と口腔外科との連携導入を目指し
て～

○
さ と う ま ゆ み

佐藤 真由美、関根 梓、片山 かおり、小河原 めぐみ、
長倉 里美、天野 麻美

NHO 北海道がんセンター 6A病棟

【目的】多くの入院患者が化学療法を受けており、特に口腔粘膜症状によ
る食事摂取量の低下、QOLの低下をきたす患者が多い。患者からの直接
的な訴えにより口腔内トラブルが発覚し症状出現後に介入を開始してい
る現状があるため、口腔ケアに関する評価表を作成し、セルフケア指導方
法のパンフレットを作成し統一された関わりをとること、治療前から口
腔外科と連携を取ることで口腔内トラブルの発生を予防できるのではな
いかと考えた。【方法】治療開始前の口腔内にトラブルがない患者で、抗
癌剤投与初日～14 日を観察期間とした。従来群・介入群の 2群を抽出し、
従来群には既存のパンフレットによる口腔ケアの説明を行い、日々看護
師が口内状況の観察を行ってCTCAEでグレード評価。介入群には従来
群の方法に加えて、セルフケアに重点を置いた新しいパンフレットを用
いた指導を行い、入院時より口腔内を評価し、歯科受診・治療の希望の有
無を患者に確認した。さらに、セルフチェック表を用いて日々患者による
口内観察・記録を行った。【結果・考察】結果として、従来群 4事例では
口腔内トラブルは認められず、介入群 5事例では、1事例からは有効な
データは得られなかったが 3事例で口腔内トラブルが認められた。患者
の化学療法に対する感受性や種類、体格や抗癌剤の含有量なども大きく
影響していると考えられるが、予防的セルフケア指導方法を試みて、口腔
内トラブルの発生を予防・減少させることに有効であるか否かの評価に
はいたらなかった。しかしセルフチェック表が患者にとって良い意識付
けとなったことや、口腔内症状の経過の把握において重要であるといっ
たことが明らかになった。

O-2-6 消化器外科手術後の患者への早期離床に向け
た援助―早期離床リーフレットの導入後の実
態と効果―

○
たにぐち ゆ う こ

谷口 悠子、高橋 さおり、熊 美有紀、高須賀 ひとみ
NHO 四国がんセンター 看護部

【はじめに】早期離床に向けての援助は、手術患者の順調な回復と良好な
社会復帰を果たすための最も基本的な術後ケアである。S病院の胃・腸
切除クリニカルパスには術後離床方法についての詳細な記載がないた
め、術後離床は担当看護師に任されており、指導方法にばらつきがみられ
た。一貫した離床援助をする必要があると考え、本研究に取り組んだ。
【目的】早期離床リーフレット導入後、離床の実態を把握することで、早
期離床リーフレットの効果を明らかにする。【方法】期間：2012 年 6 月～
2013 年 3 月対象：看護師 9名（臨床経験年数 1年から 33 年）方法：早期
離床リーフレットを作成、導入後 2ヶ月経過した後、インタビューガイド
を用いて半構成化面接を実施した。内容分析を行い、類似性に基づきカテ
ゴリー化した。倫理的配慮：対象者には、研究の趣旨、目的、方法、プラ
イバシーの保護について同意・承諾を得た。【結果及び考察】面接内容よ
り「経験年数に関わらない指導内容の向上」「看護師の離床に対する意識
の向上」「患者の気持ちに配慮した援助」「一貫した指導」「患者の離床に対
する積極的な言動及び行動」の 5つのカテゴリーに分類した。早期離床
リーフレット導入後、看護師の経験年数に関わらず一貫した指導ができ
るようになり、看護師の離床に対する意識が向上した。患者も離床に対す
る積極的な言動や行動がみられるようになり、早期離床を進めていく上
で有効であった。

O-3-1 松江発！「教育研修部」の成長日記～2年目の
報告と今後の展望～

○
かどわき とおる

門脇 徹1,2、山本 純子1,3、永井 早紀1、岩井 洋子1,3、
丸田 保恵1,3、嘉藤 一博1,4、足立 芳樹1,5

NHO 松江医療センター 教育研修部1、
NHO 松江医療センター 呼吸器内科2、NHO 松江医療センター 看護部3、
NHO 松江医療センター 事務部4、
NHO 松江医療センター 神経内科・臨床研究部5

【はじめに】当院では有志による勉強会を母体とした教育部門として平成
21 年 4 月に「医療教育研修室」を設立した。3年間の活動の後、医療教育
研修室を廃し、平成 24 年 4 月に「教育研修部」を設立した。教育研修部
は複数存在する教育の発信源を一元化するものとし、4部門構成（1．時間
内部門 2．時間外部門 3．院外部門 4．院内認定部門）とした。教育
研修部として 1年目の活動報告は昨年本学会で発表済みである。【目的】
教育研修部として活動した 2年目の報告とともに将来の展望を考える。
【活動報告】2年目のテーマとして「スリム化した研修の肉付け」を目標に
掲げ教育研修の充実に努めた。院内認定部門では「呼吸器ケア認定看護
師・理学療法士」、「神経・筋疾患看護」、「医療機器マスター」、今年度か
ら新設の「重症心身障害児（者）看護」の 4コースを運営し、それぞれ試
験に合格した職員を認定した。院外部門では島根大学医学部地域医療実
習として 6年生 4名を受け入れた。第 4回松江呼吸器セミナーは 3学会
合同呼吸療法認定士資格更新に必要なポイントが取得可能な講習会に承
認され、「Tailor�made NPPV」をテーマに開催するなど院外への情報発信
を積極的に行った。【課題】教育研修部全体としては円滑に運営できてい
るが、今後は増加してきた院内認定資格を持つ職員の能力を発揮できる
ようなシステム作りが求められている。【今後の展望】院内情勢を睨みな
がら必要であれば教育研修部のシステム改編を厭わず、フットワークの
軽い組織運営を引き続き行っていきたい。
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O-3-2 NHO医療機関における産業保健活動の変
遷―過去3回のアンケート調査を通じて―

○
よ し だ かずろう

吉田 和朗
NHO 長崎川棚医療センター 統括診療部

一般に医療機関はハザードの多いハイリスクな事業場であり、産業保健
活動の課題も多岐にわたる。国立病院機構産業保健活動ネットワーク
（National Hospital Organization Occupational Health Network）では過去
3回（2009 年、2011 年、2013 年）全国のNHO施設の統括安全衛生管理
者・リスクマネージャー・産業医の皆さんにご協力を頂き、総括管理、活
動目標、職場巡視、針刺し負傷、院内暴力などについて定点観測的なアン
ケート結果をその都度国立病院総合医学会の場で公開した。今回はこれ
までに得られた結果について時系列的な分析を試み、得られた分析結果
につき当日は若干の考察を交えて提示したい。

O-3-3 岡山医療センターの自治体病院再生チャレン
ジ：指定管理者としての国立病院機構岡山市
立金川病院立ち上げと地域包括ケアへの取り
組み

○
おおもり のぶひこ

大森 信彦
NHO 岡山市立金川病院 院長

国立病院機構岡山市立金川病院（以下金川病院）は、岡山医療センター
（以下本院）が指定管理者となり、平成 24 年 4 月に岡山市北区御津に新装
開院した病床数 30 の、一般（10 : 1）＋亜急性期の病院である（地域包括ケ
ア病棟へ転換予定）。本院と金川病院は、「1組織 2病院」の関係にあり、
病院建物は岡山市が建設し、人員ならびに機材は岡山医療センターが提
供している。内科・外科・眼科・皮膚科・リハビリテーション科の 5科
を標榜している。御津は人口約 1万、高齢化率 35％、1中学校区に相当す
る中山間区であり、本院から 12 キロ北方に位置する。高機能急性期病院
である本院や、岡山市内急性期病院群との緊密な連携のもと、地域密着型
病院として開業医の診療支援ならびに、回復期患者の在宅復帰のための
リハビリを中心とした機能を担い、地域包括ケアのハブとしての役割を
果たしつつある。平成 24 年秋から岡山県の在宅療養支援事業を御津医師
会と共同で受託し、御津医師会地域連携室を院内に置き、多職種（医療・
介護・行政・地域住民）医療介護連携ネットワークである『みつネット』
を立ち上げ、医療介護担当者の教育と一般住民の啓蒙に取り組んでいる。
医療資源の乏しい中山間地の初期医療、在宅医療を支援する一つの方法
として、岡山医療センターと同様の機能と経営面での体力をもった機構
内急性期病院は公的病院再生の指定管理者となることが可能なケースも
あると思われる。また、「国立病院機構」というブランドを持って再生に
着手できるということは、利用者に対して、医療の質への「公平感・安心
感・信頼感」を与えられるという「ブランド拡張」面でのメリットもある
と考えられる。

O-3-4 高層医療機関で働く職員の退避基準を災害マ
ニュアルに盛り込むべきか

○
よしざわ だい

吉澤 大
国立国際医療研究センター 国際医療協力局

高層の医療機関において上層階から患者や職員を安全に避難させる基準
はあまり普及されていない。都市部にある規模の大きい医療機関にアン
ケートしたところ、垂直方向に避難することをマニュアルに明記してい
る医療機関は 8施設中 3施設のみであった。一般的に医療機関の施設基
準は医療法および医療法施行規則に記載されているが、建築の高さ制限
は明確ではない。高層階に取り残された場合、出火元から離れた非常階段
の踊り場などに一時避難して外部からの救出を待つか、あるいは独力で
地上階にまで職員自らのみでなく入院患者も避難させるかの 2択にな
る。しかし我が国の標準的な消防はしご車の到達可能階はおおむね 9階
程度である。また避難はしごやスライダー類は担送患者には使用できな
い。さらに夜勤帯、休日に患者をベッドごと搬送することは人員的に困難
である。また職員が受け持ち患者を病室に残して単独で避難することが
もたらす心的動揺が、避難のタイミングを逃す可能性もありうる。その
上、防災対策本部の指示が届かないことも考えられる。東日本大震災で
は、地域の住民を助けるために救助に向かった一般市民や救助関係者が
津波に呑みこまれて遭難する事例も報告された。その後の検証から、ある
消防団では団員自身の安全確保の目的で団員が救助を中止して自ら避難
をするための自主避難基準を作成したところもある。都市部の高層医療
機関職員からの聞き取り調査をもとに、法制度の観点も踏まえて、職員の
生命を守るためには彼らに危険が差し迫っている状況の時には、自らの
判断によって退避することも何らかの表現で避難マニュアルに取り込む
ことの必要性について考えてみたい。

O-3-5 按分を排除した「横浜医療方式部門別損益指
標」の作成

○
う じ は ら まこと

宇治原 誠、田橋 啓順
NHO 横浜医療センター 統括診療部

病院全体の経営指標として貸借対照表、損益計算書が用いられる。部門別
の収支状況、生産性を示す指標として部門別損益計算書が作成される。た
だし病院では収益、人件費、費用の按分方法、率の設定が難しく、按分方
法への共通理解が徹底されないと部門別損益計算書が必ずしも部門の運
営状況を反映していないととらえられ、それを示すことは職員の士気を
下げかねない。しかし医療の高度化、質の向上に伴い医業費用が年々増大
し病院経営を圧迫していくなか、部門別費用の明示と損益計算を工夫し
示すことは、部門職員の、医療の質を担保した経営効率化への努力につな
がるのではないかと考え、部門別損益指標の作成を試みた。部門は、診療
科、病棟（外来）看護部、手術室の 3部門から開始した。収益、費用の按
分は排除した。診療科の収益は入院、外来診療点数からDPC病院ではな
かったと仮定した場合の基本点数（診療基本点数と略）を引いたものと
し、費用は人件費、薬剤費、検査費、医療材料費とした。病棟（外来）看
護部の収益は診療基本点数、費用は看護部人件費と医療材料費とした。手
術室の収益は診療科収益のうち麻酔関連部分とし費用は人件費と手術室
医療材料費とした。ソフトはQlikView を用いた。比較的大きなデータを、
問題ないスピードで統合して計算、表示、グラフ化することができた。現
在データの精度を確認しつつ一部の部門に試験的に示している段階であ
るが、本学会でデータを蓄積し示す。
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O-3-6 多職種間で取り組んだ病院業務改善～ノー残
業デーの導入

○
お お た て つ や

太田 徹哉、佳川 浩子、白神 浩史、小原 登志江、原 清美、
鳥越 俊宏、大倉 裕佑、亀田 賢治、三宅 佳子、伊藤 陽子、
大松 佑也、浅松 誠治、山内 清美

NHO 岡山医療センター 業務改善室

急性期病院において日々の看護業務は益々激務化し、看護師は過重労
働を強いられる傾向が認められる。このたび、看護部だけではなく病院全
体で業務改善に取り組んだので、その経過を報告する。平成 24 年 9 月に
多職種（医師・看護師・薬剤師・放射線技師・理学療法士・臨床検査技
師・管理栄養士・事務職）からの自発的応募による業務改善グループが
作られた。各病棟への聞き取り調査で最も多く言及されたのは医師の指
示出しに関するものであり、（1）決められた時間内に指示を出すこと（2）
時間外指示を出す場合には看護師に直接声をかけること（3）重複指示が
出ないように担当医間で調整することを医長会に提言した。また、看護業
務の中でデータベース入力の簡素化を行い、病棟クラークやアシスタン
トにできるだけ作業を委託できるように病棟毎に取り組んだ。並行して、
時間外指示出しに関する調査を行い、看護師が受ける指示ばかりでなく、
薬剤科・放射線科・臨床検査科・栄養管理室へオーダーされる状況を客
観的に計測した。これにより医師の指示出しが看護業務ばかりでなく、院
内各部門に大きな影響を与えることがわかり、病院全体で業務改善に取
り組む象徴的なイベントとして、平成 25 年 6 月より「ノー残業デー」を
導入した。導入にあたっては、各診療科の意見を聞いて日程を決定し、当
日の時間外会議をなくすように事前調整した。「ノー残業デー」を告知す
ることにより、規定時間内に業務を終わらせるような意識が各部門に浸
透し、時間外指示の減少など業務改善への意識が向上したと思われた。今
後は、多職種間でのコミュニケーションや教育を通じて業務改善をは
かっていく予定である。

O-4-1 福山医療センター独自の広報活動

○
こばやかわ よしまさ

小早川 儀雅1、三井 潤2、中山 裕文2、佐々木 伸樹3、
山室 博嗣3、中川 寛恵3、菅 紫乃3、西川 大亮4、石井 郁也5、
立石 直実3、船石 真未3、永田 隆史2、南本 英孝1

NHO 岩国医療センター 事務部1、NHO 福山医療センター 事務部2、
NHO 福山医療センター 看護部3、NHO 福山医療センター 薬剤科4、
NHO 福山医療センター 放射線科5

【目的】病院に限らず、「広報活動」とは、広報誌を発行することに終始す
るものではなく、広報の最大の目的は、「地域とよりよい関係を維持して、
自らの理念や存在理由、医療活動に対してより大きな支援を得るため」で
ある。さらに、広報活動は経営戦略において大変重要なものであり、直接
媒体から広告枠を買い、言いたいことを自由に表現する「広告」とは異な
り、病院から発信された情報を地域の医療機関や住民の方が客観的な視
点で「伝える」ことで、受診する患者の信頼度が上がる。また、広報活動
にはアイデア出しなどのように労力はかかるものの、広告のように枠を
直接購入して露出する方法とは異なるため、コストを抑えながら高い効
果が見込まれる。【方法】フットサルというスポーツを通じて地域交流を
図り、当院の特徴や診療方針を地域医療機関や住民の方に周知した。【考
察】院内での職員間の連携向上は当然であるが、加えて市民大会への参加
によるネームブランド力の向上に寄与した。また、当院主催の大会を開催
することで、地域医療機関との連携強化にも寄与したと考えられる。【結
論】広報活動の効果は、一般的にはすぐにわかりにくいものである。しか
し、その効果は継続することで確実に効果を生み、広報誌やWEBサイト
で行う広報に比べ、直接対象者に意識させることが出来るため効果は絶
大であると考える。今後も、福山医療センター独自の広報活動を継続して
いく。

O-4-2 広告代理店との広報活動による病院のレピュ
テーションUP

○
は し ば み き

橋場 美紀、堀井 謙司、小山 智道、黒澤 光孝、池上 和孝
NHO 北海道医療センター 企画課 経営企画室

当院はH22 年 3 月に統合し、「超急性期から神経難病、小児慢性疾患、結
核まで全ての医療ニーズに対応する急性期慢性期ハイブリッド型の病
院」として、HPや広報誌、市民向け講演会等による広報活動を行ってき
たが、札幌市西区内でも当院を知らない住民がいるなど、地域での知名度
が十分であるとは言い難い状況であった。そこで、平成 25 年 11 月より広
告代理店からのアドバイスを受けながら、広報委員会が中心となって 1．
職員向け広報勉強会の開催、2．職員を対象とした「当院の強み」「重点的
に広報すべきもの」のアンケート調査、3．市民を対象とした「当院の知
名度」「安心を感じる病院の特色」のアンケート調査、4．アンケート結果
を踏まえたブランドプロミス（スローガン）の作成、5．マスメディア向
けのニュースリリース発行、6．地域医療機関向けのニュースレター発行、
7．広報誌の見直しといった取り組みを行ってきた。病院における広報活
動は、医療法で定められた広告規制があり一般企業におけるそれとは異
なるため、広告代理店が病院広報に携わるのは全国的にも珍しいが、私た
ちにはなかった発想や読み手が興味を引く言葉のアイデアをもらうこと
で、これまでとは違った広報活動を行っているだけでなく、広告代理店を
介したマスディアへの幅広い情報発信が可能となった。このような広報
活動の成果はすぐに表れるものではないが、情報発信を継続していくこ
とによって当院の認知度を高め、レピュテーションUPにより地域から
の信頼を得ることにつなげるだけでなく、職員のコミュニケーション
ツールとなって「自院を知る」ことで、誇りを持って働ける病院になると
考える。

O-4-3 独立行政法人が有する商標・ノウハウを民間
企業に展開する取組

○
おおとう こういちろう

大藤 康一朗1、長谷川 周平2、村井 一人3、竹田 博幸3、
中谷 武嗣3、赤川 英毅2、妙中 義之2、河野 雄平4,5、
三石 博之1、宍戸 稔聡1

国立循環器病研究センター 企画経営部1、
国立循環器病研究センター 研究開発基盤センター2、
国立循環器病研究センター 臨床栄養部3、
国立循環器病研究センター 企画戦略局4、
国立循環器病研究センター 高血圧・代謝内科5

【緒言】独立行政法人が有する商標・ノウハウについて民間企業に展開す
ることによって、健康づくりの重要性を国民に啓発すると共に、ライセン
ス収入による収益を得られる仕組みを構築したので、その内容を報告し
たい。
【目的】生活習慣の見直しや健康行動の呼びかけについてはこれまでも啓
発が盛んにされており、「健康ブーム」と呼ばれる現象が到来してはいる
が、実際には若年層～中年層の生活習慣はあまり変わっておらず、高血圧
症・糖尿病といった生活習慣病は若年層でも増加している。そこで、国立
循環器病研究センターにおいては食生活の重要性を呼びかけ、国民の健
康行動として食事による健康づくりの意識付けを目的として 2012 年に
「国循の美味しい！かるしおレシピ」を発刊したところ、続編合わせて 33
万部出版のベストセラーとなった。単発的なヒットで終わらないように
するため、書籍の発刊で培ったブランド力と志を活かし、さらに国民の健
康行動への意識付けを目指すと同時に法人の収入増に貢献するために、
民間企業が当センターの商標・ノウハウを使い商品化を行うことができ
る仕組みの構築を目指す。
【具体的な取組】本取組の特徴は以下の通りである。1．商標出願等による
知的財産権保護、2．「かるしお」ブランド等やレシピを企業が利用するた
めの制度・規程の作成、3．民間企業等の申請を審査する委員会の設置及
び承認基準の作成、4．実施許諾契約の締結によるライセンス料の徴収、
5．協力企業と連携しての広報活動、事業戦略立案。
【今後の展望】参画企業数の増加を目指すと共に、食事のみならず運動関
連サービス、ヘルスケア機器等への展開も検討し、制度設計を随時見直し
たい。
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O-4-4 新病院建設に向けた新たな土地取得

○
せきがわ よしあき

関川 義明
NHO 西群馬病院 事務部 企画課

平成 24 年 2 月 21 日「独立行政法人国立病院機構と渋川市による新病
院の整備及び運営に係る基本協定書」が締結され、群馬県地域医療再生計
画「医療連携体制構築プロジェクト」に基づき、西群馬病院と渋川市立渋
川総合病院の再編により北毛地域の拠点病院を目指した「渋川医療セン
ター建設」が本年 3月に開始し、平成 28 年 4 月の開院を目指すことと
なった。渋川医療センターは、公立病院同士の統合による新たな基幹病院
として位置付けられており、平成 24 年 7 月には新病院整備事業を進める
ため、渋川市及び渋川総合病院と協力して「新病院の基本計画」及び「新
病院整備に関わる基本的な考え方」を策定し、新たな土地取得を目指し
た。新たな土地は、渋川市との協議により選定し、独立行政法人移行後に
おいて前例のない土地収用法による事業認定を受けるべく、基本設計図
面の完成後に国土交通省との本格的な協議を約 1年間行い、平成 25 年 10
月 11 日に事業認定を受け、取得することができた。事業認定を受けるま
での経緯、手続きを行ううえで生じた様々な課題、事業認定を受けるメ
リット・デメリットについて紹介し、他施設で今後同様の手続きを行う
際の参考にしていただければと思います。また、新病院を整備するうえで
の各種法手続き（＊農地転用、開発許可等）についても併せて紹介いたし
ます。

O-4-5 新病院新設に向けての移転作業を経験して

○
や す だ よしたか

安田 義孝1、杉谷 篤2、平 和宏1、矢後 万里男1、浜副 隆一2

NHO 米子医療センター 事務部 管理課1、NHO 米子医療センター 外科2

当院は築 40 年を経過して建物や設備が老朽化していたが、8階建ての
新病院を建設し、2014 年 7 月 22 日の開院を目指して、急ピッチで移転準
備を進めている。移転計画のうち物品搬送を担当して、計画立案、準備、
実行という流れのなかで、事務部門が果たした役割を紹介する。院長を
トップに幹部が週 1回、集まる運営会議で移転プロジェクトの検討、修
正、承認をした。院内の各部署から代表者を選任し、4つのワーキング・
グループ（WG）を構成した。1．総務・新病院運営検討WG：旧病院の病
棟総括、新病院の各病棟責任者、看護部門、各部門責任者の合計 44 名で
構成し、日程調整、資材調達、運用決定、各WG調整を行った。2．電子
カルテ導入WG：医療情報部を中心に院内各部門の合計 36 名、さらにベ
ンダーからの常駐 SEの協力で、紙カルテから電子カルテへの移行、導入、
啓発、総務WGとの連携を進めた。3．患者搬送WG：看護部長をトップ
として 20 名で構成し、入院患者の調整、移送計画を担当した。4．物品搬
送WG：事務部管理課を中心に 22 名で構成し、診療部門を支えて、医局、
看護部、病棟にあった物品の選別、廃棄、搬送を担当した。新病院への移
転作業は週末、祝日を利用した 3日間で行うので、引っ越し業者の選定、
各医師への書籍・物品整理の通達、大型医療機器の廃棄・搬送の計画、マ
ニュアル作成と通達、物品の階層分類、新病院への動線を考えた。通常診
療を妨げることなく、要望を聞く点と冷静に決断する点を柔軟に対応し
た。今回の移転作業によって、多くの部門を通じた連帯感を醸成する機会
となり、新病院の運営にも明るい展望が感じられた。

O-4-6 外来待ち時間短縮への取り組みから見えた医
事業務委託の問題点

○
かわもと た く や

河本 卓也
NHO 長崎医療センター 経営戦略室

【経緯】外来の待ち時間短縮は患者サービスとして重要なことであり、以
前より待ち時間短縮に取り組んできた。今般、自動精算機が導入されたた
め受付システムが変更となり、患者の受付待ち行列が発生し苦情も発生
し始めた。そのため医事職員にて改善方法を検討するが医事受付前の混
乱は解消できず、このままでは患者からの印象も良くなく、患者数減少に
つながる恐れがあったため経営戦略室にて待ち時間短縮を図ることとし
た。【方法】外来待ち時間をデータ化し窓口委託職員にデータを示し状況
を再認識して頂いた。また、外来受付に定点カメラを設置録画し、実際の
受付状況を確認した。その結果から、受付職員の時間帯に応じた人員配置
や応援態勢等を検討し改善を図ることとした。【結果】今回待ち時間短縮
への具体的な取り組みとしては窓口職員の意識向上と状況変化に応じた
人員配置を行うというマネジメント力の強化であったが平均待ち時間で
22 分から 10 分へと半分以上の短縮ができた。【考察】今回の対応はデータ
に基づいた指示により改善できたものであるが医事業務委託の問題点も
判明した。一つは業務委託であるという指揮命令系統の問題、もう一つは
長年の業務委託により職員に医事業務経験者減少による業務の理解度が
落ちていることであった。従来から診療費管理や経営参画の観点から医
事業務を委託することの問題点が上げられていたが、あらたに患者サー
ビスの観点からも医事業務のあり方を考える結果となった。現在、当院で
は一般職員を医事に配置し業務委託とは区別したうえで入院請求業務を
行っている。今後、算定業務だけでなく、受付業務等の一般的な医事業務
も経験させることを考えていきたい。

O-5-1 傍大動脈リンパ節転移との鑑別を要した左腎
静脈瘤合併卵巣胚細胞腫瘍の1例

○
はしもと か な

橋本 佳奈、松本 久宣、矢口 愛弓、田中 稔恵、寺田 亜希子、
木田 尚子、伊東 裕子、伴 健二、頼 裕佳子、岡垣 篤彦、
巽 啓司

NHO 大阪医療センター 産婦人科

【緒言】卵巣胚細胞腫瘍の 1つであるディスジャーミノーマは 10�20 代の
若年層に発生する悪性卵巣腫瘍で、腫瘍進展が速く、後腹膜リンパ節転移
は約 28％に認められる。リンパ節転移は独立した予後不良因子とも言わ
れるが、化学療法の有効性は高く、積極的に妊孕性温存手術が選択され
る。今回、傍大動脈リンパ節転移との鑑別を要した左腎静脈瘤を伴うディ
スジャーミノーマの 1例を経験したので報告する。【症例】18 歳、女性、
妊娠歴なし、下腹部膨満感を主訴として当科紹介となった。初診時、子宮
左側に臍上 1横指に達する硬い腫瘍を触知、LDHは 1,262IU�l と高値を
示し、悪性卵巣腫瘍を疑った。腹部造影CTにて左腎静脈直下に径 14mm
の造影効果のある腫瘤を認めリンパ節転移を疑う所見であった。卵巣胚
細胞腫瘍を疑い、妊孕性温存手術施行、左腎静脈直下のリンパ節は摘出し
なかった。病理組織診断 dysgerminoma、pT2bN1M0 に対して術後BEP
療法施行した。術後 LDHは正常化するも腎門部リンパ節は増大傾向と所
見の乖離を認めたため、針生検目的に超音波検査を施行するとリンパ節
内に血流を認め、リンパ節腫大ではなく静脈瘤を疑う所見であった。3D�
CT、CTAでの再精査を行ったところNutcracker syndrome により左腎
静脈腰静脈の交通枝が瘤状に腫大していた。以後外来経過観察を行い、現
在まで再発は認めていない。【結語】造影CT上リンパ節転移を疑う悪性
胚細胞腫瘍を経験した。実際は稀な静脈瘤であったが、臨床経過と種々の
検査結果において乖離が認められる場合には積極的な画像検索が必要で
あると考えられた。
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O-5-2 子宮頸癌術後放射線治療後に生じた外腸骨動
脈尿管瘻の1例

○
まつもと ひさのり

松本 久宣1、矢口 愛弓1、田中 稔恵1、寺田 亜希子1、
木田 尚子1、橋本 佳奈1、伊東 裕子1、伴 建二1、頼 裕佳子1、
岡垣 篤彦1、栗山 啓子2、巽 啓司1

NHO 大阪医療センター 産婦人科1、NHO 大阪医療センター 放射線科2

【緒言】動脈尿管瘻は多量の血尿を来しうる稀な病態であり、骨盤手術後、
放射線治療後や尿管カテーテルの長期留置後に生じることが多い。今回
我々は子宮頸癌術後放射線治療後に生じた、致死的出血を伴う右外腸骨
動脈尿管瘻に対し、外腸骨動脈塞栓術と大腿動脈－大腿動脈バイパス術
（F�Fバイパス術）を併用することにより救命し得た症例を経験したので
報告する。【症例】63 歳、女性、妊娠歴なし、子宮頸部腺癌の診断にて広
汎子宮全摘出術、両側付属器摘出術、傍大動脈リンパ節郭清を施行し、子
宮頸部粘液性腺癌 pT2bN0M0、右卵管癌 pT1aN0M0 の重複癌と診断し
た。術後放射線治療を行ったが、その後、両側尿管狭窄をきたしたため、
治療 2年半後に両側尿管カテーテル留置、適宜交換していた。治療 3年半
後から肉眼的血尿を認めるようになった。意識消失をきたし、ショック状
態となる程の多量出血を右尿管口から認め、カテーテル挿入にて止血さ
れることから動脈尿管瘻を疑った。血管造影にて右外腸骨動脈が右尿管
と交差する部位に仮性動脈瘤を認めた。経動脈造影CTにて右外腸骨動
脈仮性動脈瘤尿管瘻と診断した。手術は困難であり、感染徴候も認めたこ
とから、 外腸骨動脈塞栓術およびF�Fバイパス術を施行し止血し得た。
治療後感染なく良好な経過であった。【結語】子宮頸癌術後放射線治療後
尿管カテーテル留置後に生じた右外腸骨動脈尿管瘻に対し、外腸骨動脈
塞栓術とF�Fバイパス術の併用により救命できた症例を経験した。術後
放射線治療後の動脈尿管瘻に対する血管置換術は困難なことが多いた
め、血管内治療のよい適応であると考えられた。

O-5-3 Bleomycin に対するアレルギー反応を抗アレ
ルギー薬複合投与にて抑制しえた卵巣未分化
胚細胞腫の一例

○
おおすみ だいすけ

大隅 大介、内田 亜紀子、齋藤 裕司
NHO 北海道医療センター 婦人科

【はじめに】未分化胚細胞腫を含む卵巣胚細胞腫瘍に対する化学療法は、
BEP療法が標準的治療として行われているが、ときにBleomycin による
アレルギー反応に遭遇し治療の中断や変更をせざるをえない場合があ
る。今回われわれは若年卵巣未分化胚細胞腫に対し手術後にBEP療法を
行ったが、Bleomycin による皮膚アレルギーに遭遇し、皮膚科との連携に
より抗アレルギー薬の治療前および治療中投与を行い、これを抑制しえ
た一例を経験したので報告する。
【症例】症例は 16 歳、両側卵巣腫瘍および大量の腹水貯留にて前医より紹
介となった。入院後の精査にて卵巣悪性腫瘍を疑い、診断的腹腔鏡から開
腹手術にて両側付属器摘出術および虫垂切除術、大網切除術、腹膜播種病
変摘出術を施行した（術中迅速病理は悪性）。最終診断は卵巣未分化胚細
胞腫 stage IV であり、術後化学療法としてBEP療法を行った。1コース
目のDay2 において Bleomycin 投与後より頸部、胸部、背部などに皮膚の
発赤および掻痒が出現したが冷却にて症状消失した。Day9 の治療時には
症状が増強して出現、Bleomycin によるアレルギー反応を疑いステロイ
ド投与し症状改善した。2コース目のDay2 においては事前にステロイド
投与を行ったが前回同様の強い症状が出現し治療中止した。
治療方針について当院皮膚科と連携、検討し、治療前および治療中にステ
ロイドとグリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L－システイン
配合注射剤および d－クロルフェニラミン、フェキソフェナジン投与を
組み合わせて行ったところ、皮膚アレルギー症状を抑制し治療を遂行で
きた。予定した 4コースの治療を完遂し、現在、再発を認めず経過してい
る。

O-5-4 化学療法中の患者を受け入れる家族の思いに
ついて～婦人科がんにて化学療法を受ける患
者家族のインタビューを通じて～

○
お の だ え り か

小野田 絵理花、古藤 美沙
NHO 都城病院 看護部

研究目的婦人科がんにてTC療法 3コース目以降より体調不良を訴える
患者が多い。その家族援助を考えた時家族の思いを明らかにすることが
必要と考えた。
研究方法本研究に同意した家族に、独自に作成したインタビューガイド
を用い半構成的面談法でインタビューを実施した。質的記述的にその内
容を分析。
結果平成 25 年 8 月～9月で 6名の家族から得られた。【患者への思い】【家
族の精神的安定】【家族の精神的辛さ】【化学療法への期待】【患者が治療を
重ねることへの不安】【医療者への思い】と 6つのカテゴリーが抽出され
た。家族は、患者の気持ち・体調が心配、治療による副作用の出現に不安
を心の中で感じながらも、互いが支えとなる、周囲のサポートがあるとい
う思いに支えられ患者へ必要以上に気を遣う事なく、患者を特別視しな
い、前向きに頑張ってほしい、患者を支えたいという思いをもっていた。
考察家族は、複雑な思いを持ちながらも必要以上に患者を心配する言動
や行動を示すのではなく患者との自然な関係を重要視する思いをもって
いると考える。看護師は、家族が思っている以上に患者の行動を見守る事
は有意義な事と伝えていく必要がある。気分転換や休養をとる事を勧め、
精神的健康についても支援する事がや患者・家族一人ひとりの思いを語
り合える場をつくるよう働きかける事、患者と家族及び家族同士の関係
性を調整することが必要であると考える。
結論家族は、患者をケアする役割に没頭し、自身の心のケアを怠りがちに
なるため、看護師が支援を行い家族の精神的安定を保つことが重要であ
る。

O-5-5 当科における子宮悪性腫瘍に対する単純子宮
全摘出術の実際

○
ばん け ん じ

伴 建二、矢口 愛弓、田中 稔恵、寺田 亜希子、木田 尚子、
橋本 佳奈、伊東 裕子、頼 裕佳子、松本 久宣、岡垣 篤彦、
巽 啓司

NHO 大阪医療センター 産科婦人科

単純子宮全摘出術は産婦人科専門医が必ず習得しなければならない術式
の 1つである。また子宮悪性腫瘍に対する術式として実施される場合に
は、子宮頚部組織を残さずに摘出するようにしなければならない。従って
単純子宮全摘出術でも筋膜内術式（Aldridge 法）は不適当であり、厳密に
筋膜外術式が実施される必要があると考えられている。
我々の施設では以前より、子宮悪性腫瘍手術として単純子宮全摘出術を
実施する場合には子宮頚部組織を残さず、また膣壁を一部つけて摘出す
るように工夫してきた。そこで今回は手術の実際を供覧するとともに関
連データを提示する予定である。
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O-5-6 若年子宮体癌の臨床的特徴について

○
たけはら かずひろ

竹原 和宏1、横山 貴紀1、山本 弥寿子1、大亀 真一1、
白山 裕子1、横山 隆1、野河 孝充1、寺本 典弘2

NHO 四国がんセンター 婦人科1、NHO 四国がんセンター 病理科2

【背景】近年子宮体癌は増加傾向にある。リスク因子として晩婚、少子化
など社会情勢の変化や食生活の変化に伴う肥満、糖尿病の増加などが指
摘されている。一方で、遺伝性腫瘍の特徴が明らかとなり、遺伝的要因を
持つ腫瘍は若年発症の傾向があることがわかってきた。遺伝性大腸がん
の一つである Lynch 症候群の場合、子宮体がんを発症する生涯リスクが
増加することが指摘され、今後その対策は急務である。【目的と方法】
2000�2013 年に治療を行った 50 歳未満の子宮体がん症例 92 例について
後方視的に検討した。【成績】BMI の中央値は 23.6（17.6�39.7）、BMI≧25
は 41 例（44.6％）であった。臨床進行期は I期 54 例、II 期 19 例、III
期 16 例、IV期 3 例。組織型は類内膜腺癌G1�G2 77 例（type I）で、類内
膜腺癌G3 13 例、漿液性腺癌 1例、明細胞腺癌 1例（type II）であった。
既往に悪性腫瘍治療歴があった症例が 7例（乳癌 5例、大腸癌 2例）、治
療時に子宮体癌以外の悪性腫瘍が発見された同時重複癌が 14 例（卵巣 10
例、卵管 1例、子宮頸部 1例、甲状腺 1例、その他 1例）、3重癌が 1例
（卵巣、子宮頸部）あった。経過中に 4例が他部位の癌（乳癌 3例、胃癌
1例）を発症した。第二度近親者に Lynch 症候群関連腫瘍を認めた家系は
36 家系であった。卵巣病変は 19 例に認め、うち 10 例は重複がんと診断さ
れた。年代別に比較すると、同時重複癌合併率は 30 代で 8例（32.0％）、
40 代で 7例（10.4％）、卵巣病変について、転移例は 30 代、40 代で 6例
（8.0％）、2例（9.0％）、卵巣がん合併率は 5例（20.0％）、5例（7.5％）で
あった。【結論】若年者の子宮体癌では重複癌に注意する必要がある。特
に卵巣病変については合併頻度が高い。

O-6-1 繰り返す亜急性期ステント血栓症に対してシ
ロスタゾールの追加投与が有効であった一例

○
こ い け た か お

小池 隆夫、中村 秀志、藤原 仁
NHO 広島西医療センター 循環器科

【症例】70 歳女性【主訴】頚部痛【現病歴】2014 年 2 月に労作性胸痛を主
訴に受診し、TDMで陽性認め入院。CAGで RCA#2，3 に有意狭窄認め
PCI を施行。薬剤溶出性ステントを留置し、2日後退院としたが昼食時に
頚部痛を自覚し再度来院。心電図で広範囲に ST低下認めた。【経過・考
察】緊急CAGではステント手前で血栓性完全閉塞を認め、balloon 拡張で
再疎通に成功。IABPを挿入し第 3病日に IABPを抜去。同日夕方より頚
部痛の再燃・同様の心電図変化を認め、血栓症の再燃と判断。シロスタ
ゾールを内服に追加したところ、時間経過と共に心電図変化、症状の改善
を認めた。CAGにて、末梢に血栓様陰影を認めたが良好な順行性血流を
認め、OCTでは問題となるmalapposition や edge の解離は指摘できな
かった。

O-6-2 急性心筋梗塞加療後，敗血症性ショックを来
し，エンドトキシン吸着療法施行中に血栓性回
路閉塞を来した1例

○
か ん の こうたろう

冠野 昂太郎、西山 浩彦、湯浅 可奈子、瀬川 貴嗣、
木下 晴之、市川 織絵、松田 守弘、田村 律、川本 俊治

NHO 呉医療センター 循環器内科

症例は 65 歳男性．Killip 分類 3 度の急性前壁心筋梗塞で救急搬送された．
冠動脈造影検査では，前下行枝＃6が閉塞しており，同部位に PCI 施行
し，IABPを 7 日間使用した．術中にヘパリンを 1万単位ボーラス投与し，
以後 7日間 1万単位�日投与した．第 9病日，肺炎を契機に敗血症性
ショックを呈し，エンドトキシン吸着療法を試みた．ヘパリン 1000 単位
をボーラス投与し 500 単位�時間で開始したところ，約 10 分で急速に血
栓形成し回路閉塞を来した．回路交換後ヘパリンを増量し再開するも，再
び回路閉塞を来した．ヘパリン起因性血小板減少症（heparin�induced
thrombocytopenia ; HIT）を疑い，直ちにアルガトロバン 0.7μg�kg�分で
加療を行ったが，多発性脳梗塞を合併した．抗HIT抗体陽性であり，臨
床所見から 2型 HITと考えられた．

O-6-3 心タンポナーデを契機に診断された急性骨髄
単球性白血病の1例

○
く ま の り な

熊野 梨奈1、中村 秀志2、小池 隆夫2、藤原 仁2、宗正 昌三3、
新美 寛正3、下村 壮司3

NHO 広島西医療センター 初期臨床研修医1、
NHO 広島西医療センター 循環器内科2、
NHO 広島西医療センター 血液内科3

【主訴】労作時呼吸困難、全身倦怠感。【既往歴】特記事項なし。【家族歴】
特記事項なし。【現病歴】62 歳女性。高血圧症で近医通院中。X年 10 月に
38 度の発熱があったが自然軽快していた。数日後より労作時呼吸困難と
全身倦怠感が出現した。症状の増悪を訴え近医を受診、精査目的で当院へ
紹介となり、心タンポナーデを認め入院となった。【臨床経過】入院時血
液検査で貧血はなく、白血球数、血小板数は正常であったが、自動血球装
置で単球増多および粒度分布異常を認め、目視分類を行ったところ、骨髄
芽球を 8％認めた。骨髄検査を行い、急性骨髄単球性白血病（M4Eo）と
診断された。第 3病日より発熱、頻脈、呼吸困難の増悪がみられたため、
診断と治療目的で経皮的に心嚢水穿刺を施行し、心嚢水を約 400ml 排液
した。心嚢水細胞診で骨髄と同様の芽球を認め、白血病性心嚢水の診断を
得た。穿刺後より症状はすみやかに軽快した。第 8病日より化学療法を開
始し、以後完全寛解の状態を維持しており、心嚢水貯留も認めていない。
【考察】本症例は心タンポナーデを契機に診断された急性骨髄単球性白血
病である。心嚢水貯留の原因は様々であるが、特発性、感染、膠原病、固
形癌の浸潤などが一般的である。白血病性心嚢水貯留は髄外症状のひと
つではあるが、本症例のように発症初期より白血病細胞の浸潤によって
心嚢水が貯留することは稀である。【結語】心嚢水貯留の原因疾患として、
急性白血病も稀ではあるが鑑別が必要な疾患である。
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O-6-4 外来心臓リハビリテーションー方法論と有用
性の検証

○
いのうえ ひ と き

井上 仁喜1、山本 清二1、加藤 瑞季2、大津 圭介2、菊地 麻美2、
本間 恒章2、明上 卓也2、武藤 晴達2、小松 博史2、金子 壮朗2、
藤田 雅章2、佐藤 実2、寺西 純一2、竹中 孝2、井上 由紀3

NHO 北海道がんセンター 循環器内科1、
NHO 北海道医療センター 循環器内科2、
NHO 北海道がんセンター 理学療法室3

【背景】入院時に心臓リハビリテーション（心リハ）を導入するも、退院
後中止となる症例は多い。心リハの効果を十分に得ようとするならば外
来での継続が重要であると考えるが、心リハのための通院が困難な症例
も多く、外来心リハの方法論も確立していないため有用性も明らかでは
ない。【目的】当院における外来心リハプログラムの有用性を検証する。
【方法】外来心リハは週 1回（3単位）、計 12 回を 1クールとし、各クール
終了時に症例毎、継続の可否を検討した。1クールを超えて心リハを継続
した心不全患者 18 名（男性 14 名、女性 4名、年齢 73.6±10.6 歳）におい
て、開始時、早期（1クール終了時）、遠隔期（心リハ開始より平均 40.8±
20.5 週）の心肺運動負荷試験（CPX）、心エコーによる心機能評価、BNP
測定の結果を比較した。【結果】左室駆出率は心リハ開始時と比べ、早期
では軽度増加したが、遠隔期は不変（各々平均 50.7、53.4、50.0％）、左室
拡張機能は経過中変化を認めなかった。BNPは早期、遠隔期と減少（各々
245.3、184.0、169.0pg�ml）。CPXでは anaerobic threshold（AT）時のVO2
は早期に増加、遠隔期には変化がなかったが（各々 8.9、10.3、10.8ml�min�
kg）、AT時の負荷量（各々 37.0、43.6、48.6W）、peak VO2（各々 11.4、
14.0、15.0ml�min�kg）は早期、遠隔期と増加した。【総括】入院中に心リ
ハを導入、退院後外来で週 1回のリハを継続した症例の早期、遠隔期にお
ける効果を評価した。心エコーで心機能に大きな変化がないにも拘らず、
CPXの諸指標は、早期、遠隔期と改善を続け、BNPも低下した。これは
心リハ継続の効果によるものと推測され、心リハは週 1回であっても継
続が重要であると考えられた。

O-6-5 運動時の心筋虚血症状を契機に診断された単
一冠動脈および左前下行枝低形成の一学童例

○
おおにし た つ や

大西 達也、奥 貴之、寺田 一也、宮城 雄一、太田 明
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 小児循環器内科

症例は 12 歳の男児。生直後から心雑音を指摘され、精査で大動脈弁尖の
低形成による軽度の大動脈弁逆流（以下AR）と診断され外来フォローさ
れていた。外来経過観察中は軽度ARのみで経過していたが、2014 年 5
月中旬、運動時に胸部不快感、冷汗と意識消失発作を認め、当院外来を受
診した。
受診時の血液検査でトロポニンT定性が陽性であり緊急入院し精査を施
行した。心臓超音波検査では中等度の大動脈弁狭窄兼逆流を認めたが、軽
度左室肥大はあるも左室収縮は全周性に正常であり明らかな虚血所見は
認めなかった。しかし、胸部造影CT検査で左冠動脈主幹部が描出され
ず、左冠動脈は右冠動脈から起始し左前下行枝の低形成を認め、同領域の
心筋虚血が疑われた。また、負荷心筋シンチで同部位の hypo�perfusion
を認め、トレッドミル負荷心電図でもV4�6 の ST低下が顕著に見られ
た。そのため、今後の方針決定のため心臓カテーテル検査を施行し、大動
脈弁狭窄兼逆流、単一冠動脈、左回旋枝低形成とそれによる心虚血と最終
診断とした。運動制限による経過観察と手術の選択が困難であったが、前
下行枝の低形成は高度でありバイパス術では循環血液量を増加しえない
可能性も考えられたため、運動制限を設けて外来経過観察している。
本症例では、冠動脈低形成に加えて、大動脈弁狭窄による軽度左室肥大と
左室酸素消費量の増大、ARによる拡張期冠循環の低下の基礎病態がある
ため、経過観察には十分注意が必要である。小児の冠動脈バイパス術単独
の報告はあるが、大動脈弁も同時に修復している報告は稀であり、今後の
方針や手術時期の決定も非常に難しい。

O-6-6 アンプラッツァー心房中隔閉鎖栓による経皮
的心房中隔欠損閉鎖術を施行した3例

○
て ら だ か ず や

寺田 一也1、宮城 雄一1、奥 貴幸1、大西 達也1、太田 明1、
竹谷 善雄2、宮崎 晋一郎2

NHO 四国こどもとおとなの医療センター 小児循環器内科1、
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 循環器内科2

従来は外科治療のみであった心房中隔欠損症（以下ASD）に対して、近
年アンプラッツァー心房中隔閉鎖栓（以下ASO）を用いた経皮的カテー
テル治療が可能となった。本カテーテル治療には特定の学会が定める施
設認定が必要だが、2013 年度から当院でも施行できるようになり、すでに
3例の成人に対して同治療を施行している。
症例 1は 83 歳女性で、一過性脳虚血発作の精査でASDと診断された。症
例 2は 88 歳女性で、急性心筋梗塞を発症した際の精査でASDと診断さ
れ心不全症状を伴っていた。症例 3は 71 歳女性で、心雑音を指摘され心
不全症状を呈したASDと診断された。カテーテル治療の可否について、
事前に経食道心エコー検査を施行し、3例ともASOは留置可能と判断し
た。
ASO留置に際しては、 全例ともカテーテル操作に問題なく施行できた。
1例のみ術直後に気管出血を認めたが、呼吸状態への影響は認めなかっ
た。術後 4～7日で独歩退院し、外来経過観察中もASOに関連する合併症
は認めていない。
本カテーテル治療は外科的侵襲に対し予備能の低い高齢者には非常に有
用である。特筆すべきは 88 歳のASO留置は本邦において最高年齢で
あった。本術式は外科治療が躊躇される年齢でも積極的に施行できる極
めて有効な治療法と言える。また外科治療と比較して、短期の入院期間、
退院直後から日常生活への復帰が可能、手術創が皆無といった点でも優
れている。今後は、成人だけでなく小児も含め、より多くの症例を蓄積し
ていく予定である。

O-7-1 急性心不全患者に対する非侵襲的陽圧換気療
法（NPPV）の早期開始は入院期間の短縮と状
態改善に寄与する

○
み や お ゆ う じ

宮尾 雄治、松川 将三、松原 純一、永松 優、石田 俊史、
藤本 和輝

NHO 熊本医療センター 循環器内科

【目的】非侵襲的陽圧換気療法（NPPV）にて管理を要する急性心不全患者
の特徴と救急外来でのNPPV適応の有用性を検討する。【方法】2011 年 1
月から 2013 年 9 月に ST上昇型急性心筋梗塞症合併例を除く急性心不
全入院例で、NPPVにて呼吸管理療法を必要とした 92 例を対象とし、救
急外来にてNPPVを開始したE群 47 例（男性 23、女性 24）と病棟入院
後開始したW群 45 例（男性 24、女性 21）に分け検討。【成績】E群とW
群を比較すると、年齢（78.3±11.2 vs. 75.1±11.3 歳）、収縮期血圧（168.3±
42.7 vs. 152.2±37.6mmHg）、NTproBNP 値（11689.7±14618.5 vs.
12217.2±10092.2pg�ml）、推算糸球体濾過率（eGFR）（43.5±25.1 vs. 40.8±
29.1 ml�min�1.73m2）には有意差は無かった。来院時動脈血液ガス PH
値（7.22±0.12 vs. 7.32±0.12，p＝0.0001）と base excess 値（�6.9±4.6 vs.�
3.4±5.3，p＝0.001）は E群でW群に比べ有意に低く、より重篤な状態が
示唆されるが、入院期間（18.2±7.1 vs. 23.2±14.9 日，p＝0.042）は E群で
有意に短かった。院内死亡率はE群 2.1％とW群 8.9％に比べ低い傾向
にあるが有意差は無い。全症例での検討にて、eGFR＜60（ml�min�1.73
m2）を CKDとすると CKDは 75 例（81.5％）と高率に合併していた。入
院中の死亡例を除く 87 例中、心不全再入院は 31 例（35.6％）で生じ、内
29 例は CKD合併例で発生し、CKD無しの 17 例では 2例のみの発生で、
有意にCKD例で多かった（p＝0.02）。【結論】急性心不全患者で喚起補助
を必要とする症例では救急外来にて早期にNPPVを導入することによ
り、入院期間の短縮や状態を速やかに改善することが期待され、また腎障
害合併例では心不全を再発しやすく厳重な管理が必要と考えられる。
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O-7-2 フロセミド抵抗性の急性心不全患者に対する
超急性期のトルバプタンの使用経験

○
かがみ か ず き

鏡 和樹1、米澤 一也1、安在 貞祐1、広瀬 尚徳1、小室 薫1、
島津 香1、石川 雄大2、室田 篤男2

NHO 函館病院 循環器科1、NHO 函館病院 臨床工学科2

【目的】トルバプタンは、ループ利尿薬等を用いても体液貯留をきたす慢
性心不全に対して、有効性が多数報告されている。しかし超急性期の効果
に関する報告は多くはない。フロセミド抵抗性の急性心不全に対し、超急
性期からトルバプタンを使用し有効であった 3例を文献的考察も含めて
報告する。【症例】症例 1 : 62 歳男性。高度心機能低下、うっ血を認め循環
器科管理となる。入院後フロセミド計 70mg静注に全く反応せず、トルバ
プタンを投与。投与後 30 分で 400ml を超える利尿が得られ、CVPは比較
的早期に改善した。その後も多量の利尿にも関わらず、血圧低下は軽度で
あった。症例 2：拡張型心筋症で体重 193kg と病的肥満の 37 歳男性。フ
ロセミド、カルペリチド静注で利尿が乏しく、トルバプタンを投与。投与
後 30 分で約 1000ml の利尿を認め、10900ml�12h の排尿があった。血圧は
わずかに低下傾向も安定した利尿を認め、全身状態も良好であった。症例
3：心サルコイドーシスが基礎にある低心機能心不全で入退院を繰り返
す 67 歳女性。フロセミド投与も全く反応がなく、低K血症もありトルバ
プタンを投与。投与 45 分後から尿量増加を認めた。血圧の変動は小さ
かった。【症例のまとめ】トルバプタンの投与により比較的短時間で利尿
効果が得られた。大量の利尿にも関わらず大きな血圧低下、電解質の変動
は認めなかった。【結語】フロセミド抵抗性の急性心不全に対して、トル
バプタン投与後に比較的短時間で利尿が得られることで限外濾過を回避
できる症例があり、超急性期の心不全治療にも非常に有効な選択肢にな
ると考える。

O-7-3 拡張型心筋症を発症しトルバプタンの間欠的
投与が有効であった重度心身障害者の1例

○
い う ち あらた

井内 新、大石 佳史、三好 宏和、白川 悦久、長瀬 教夫
NHO 東徳島医療センター 循環器科

症例は 27 歳女性、髄膜炎後の精神遅滞にて他施設に入所していた。2012
年 5 月、チアノーゼと全身浮腫の増強にて当院を紹介された。来院時洞調
律で収縮期血圧 80mmHg台、胸部レントゲンでは、心胸比 66.5％、両側
に胸水がみられ、下腿浮腫、末梢循環不全に伴うチアノーゼがみられた。
心エコーでは左室駆出率 13％、restrictive な左室流入パターン、重度の三
尖弁逆流、下大静脈、肝静脈の拡大と呼吸性変動の消失がみられた。また、
左室内には明瞭な血栓エコーがみられていた。なお、BNPは 3544pg�ml
と著明に上昇し、両心不全状態と判断された。入院後、ワーファリンによ
る抗凝固療法、βブロッカー療法、ループ利尿薬、抗アルドステロン薬な
どの投与が行われた。経過中、塞栓症状を来すことなく血栓の消退傾向が
みられたものの、乏尿傾向と全身の浮腫は継続した。基本病態上、点滴な
どの持続投与が難しく、経口薬でのコントロールを余儀なくされたが、体
重変化と血清電解質などの値をメルクマールとしてトルバプタンを間欠
的に追加投与し、比較的長期間の心不全コントロールが可能であった。1
年あまりの経過にて死亡されたが、剖検所見では心筋の線維化所見と左
室心内膜側の虚血性変化がみられた。心エコーの経過と薬物治療経過に
ついて若干の考察を加えて報告する。

O-7-4 ショック状態で救急搬送された脚気心の一例

○
いわさき た い ち

岩崎 太一1、中谷 仁1、新谷 卓也1、中久木 哲也1、田中 淳子1、
川崎 敦1、北村 政美1、井端 英憲2

NHO 三重中央医療センター 循環器科1、
NHO 三重中央医療センター 呼吸器科2

【症例】42 歳、男性【主訴】呼吸困難【現病歴】姉・妹と 3人で生活して
いるが、約 20 年間は自室に引きこもり状態で、詳細な生活歴は不明。入
院日夕方から安静時呼吸困難が出現し徐々に増悪したため救急搬送され
た。来院時意識清明であったが頻呼吸（36 回�分）を認め、収縮期血圧 50
mmHg、心拍数 100 回�分のショック状態を呈していた。呼吸音に異常な
く、高度の両下肢浮腫を認めた。血液検査で肝腎機能障害を認め、血液ガ
ス分析で乳酸アシドーシスを認めた。心電図および心エコーでは右心負
荷所見を認め、かつ左室収縮能は良好でむしろ過剰収縮を呈していた。
ショック状態に対して高用量の昇圧剤を使用したが反応に乏しく、高心
拍出性心不全を呈しており、さらに引きこもりによる食生活の偏りが疑
われ脚気心と考えた。このためフルスルチアミンを投与したところ速や
かに血圧が上昇し、自覚症状の改善を認めた。その後、一時的に低心拍出
状態となったが、利尿剤投与などで徐々に改善を認め、第 25 病日退院と
なった。【考察】脚気心はビタミンB1 欠乏症の 1型で、末梢血管抵抗の低
下と、それに伴う高心拍出性心不全を特徴とすることが知られている。そ
のうちショックに至る劇症型は衝心脚気と呼ばれ、数時問で死に至る例
も報告されている。本例は、治療開始後に一時的な低心拍出性心不全を呈
しており、若干の考察を加えて報告する。【結語】脚気はアルコール依存
症、ジャンクフードなどの偏食や過度のダイエットの増加などの社会生
活の変化に加え、中高年の離婚や独居老人の食生活の不備などで再び注
目されている疾患である。詳細な生活歴の聴取と理学的所見から疑い、鑑
別疾患に考慮することが診断に重要である。

O-7-5 BNPの著明な上昇を認めたデュシェンヌ型筋
ジストロフィーの一例

○
み す み い く お

三角 郁夫1、西田 泰斗2、上山 秀嗣2、本多 剛1、今村 重洋2

NHO 熊本再春荘病院 循環器科1、NHO 熊本再春荘病院 神経内科2

【はじめに】今回我々は、血漿BNP濃度の著明な上昇を認めた、デュシェ
ンヌ型筋ジストロフィー（DMD）の一例を経験したので報告する。【症例】
10 代男性。DMDにて通院中であった。最近は食欲不振・体重減少があ
り、某日突然意識レベルの低下があり救急車で当院搬送となる。身体所見
では脈拍 136�分、血圧 123�73 mmHg、sPO2＝99％。検査所見ではWBC＝
9560�uL、Hb 11.3 g�dL、Alb 3.5 g�dL、AST 47 IU�L、ALT 56 IU�L、LDH
396 IU�L、CK 827 IU�L、BNP 3003 pg�mLであった。胸写はCTR 66％
であった。心電図は左房負荷、右室側高電位を認めた。心エコーでは左室
の拡大と壁運動低下を認めた（LVDd 69mm，LVDs 63 mm，EF 20％）。
左室壁は菲薄化しており、一部軽度の緻密化障害を認めた。左房径は 33
mmであった。【経過】入院後心不全の治療を行うも心不全が進行し死亡
された。BNPは 7795 pg�mLまで上昇した。【考案】本症例は著明なBNP
の上昇を認めており、BNPの分泌機序を検討する上で興味ある症例と考
えられた。
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O-7-6 高齢心不全患者における栄養状態の検討と今
後の取り組み

○
さだしま し お り

貞島 詩織1、三角 郁夫2、谷口 渚沙1、祁答院 知佳1、松永 直子3

NHO 熊本再春荘病院 栄養管理室1、NHO 熊本再春荘病院 循環器科2、
NHO 熊本医療センター 栄養管理室3

【目的】心不全の既往のある高齢者は、栄養状態不良のため治療が困難と
なっている可能性が考えられる。今回、当院に入院した心不全患者の栄養
状態の比較検討を行ったため報告する。【対象および方法】急性冠症候群
以外の心不全で当院に入院した 90 症例（男性 42 例、平均年齢 80.5±13.3
才）を 80 才以下のA群（35 例）81 才以上の B群（55 例）に分け、血漿
BNP濃度、左室駆出率、BMI、Hb、Alb、T�cho、eGFRを比較検討した。
【結果】心不全の指標では、血漿BNP濃度は両群間で差はなかったが、左
室駆出率はB群の方が大きかった（血漿BNP濃度：A群 871.3±745.0
pg�ml vs. B 群 989.2±873.3 pg�ml、左室駆出率：A群 41.9±16.3％ vs. B
群 54.3±15.6％，p＜0.001）。栄養状態の指標では、BMI、Alb、T�cho
は差がなかったが、Hbと eGFRは B群の方が低値であった（Hb : A 群
12.8±2.1g�dl vs. B 群 11.2±2.1 g�dl，p＜0.001、eGFR : A 群 57.3±23.0ml�
min�1.73 m2 vs. B 群 45.5±19.8 ml�min�1.73 m2，p＜0.05）。【考察】高齢心
不全患者においては、貧血や腎機能が低下している可能性があり、貧血の
改善や減塩に対し特に注意が必要と考えられるため、退院に向けての食
生活改善や減塩指導の重要性が示唆された。

O-8-1 国立病院機構における経営指標、患者満足度、
臨床評価指標 各指標間の相互相関に関する
検討：満足度向上は経営向上と関連するか？

○
は が ね かずひこ

羽金 和彦
NHO 栃木医療センター 臨床研究部

病院の使命は良質な医療の提供であり、その達成度は様々な指標で評価
されている。我々が行っている医療の質向上への努力と病院収支との相
関を検討した。【目的】「良質な医療を行えば、その結果は臨床指標に反映
され、患者満足度は向上し、その結果、病院の経営指標は向上する」とい
う仮説を検証するために、国立病院機構の経営指標、患者満足度、臨床指
標、各指標間の相関関係を検討する。【方法】平成 24 年度国立病院機構患
者満足度調査、臨床評価指標、経営指標（決算資料）を施設間で比較し、
グラフ化および各指標間の相関指数を計算した。量的変数には Pearson
の相関係数、順序付けカテゴリ変数には Spearman の相関係数を用いた。
満足度はカテゴリ変数とした。計算は SPSS�V21 を用いた。【結果】経常
収支と正の相関を示す指標はなかった。【考察】施設の収支決算と提供し
ている医療の質との直接相関はないという結果であった。本邦では全国
一律の診療報酬制度により病院の収支が行われ、国立病院機構では職員
の給与体系も全国一律である。従って、今回の調査における病院経営指標
には診療報酬制度や給与体系の差はないと思われる。さらに、国立病院機
構は地理的に広く分布し、経営規模も様々である。患者満足度調査、臨床
指標の調査は数多いが、このような大規模一律調査は世界でも例を見な
い。従って、今回の結果は国立病院機構以外にも敷衍できる結果と思われ
る。ただし一回の横断的調査では目的の仮説を否定することはできない。
今後、コホート調査が必要と思われる。【結論】国立病院機構内施設間比
較において、経常収支等の経営指標と患者満足度、臨床評価指標との間で
正の相関は認められなかった。

O-8-2 医師事務作業補助者が病院に与える利益と医
療の質の向上 医師不足問題の解決への導き

○
かわすみ と も み

川角 朝美、石井 寛子、栗原 結香、下崎 美代子、岩原 有里
NHO 福山医療センター 統括診療部

【背景】H22 年度診療報酬医師事務作業補助者体制加算が改訂された。医
師事務作業補助者体制加算のみで補助者の人件費全てを賄うことは難し
く、病院の収益を圧迫するのではと示唆され導入に至っていないケース
もある。当院ではH25 年度 15 対 1 加算を取得し、当院での医師事務作業
補助者（以下DA）の雇用が病院に与える収益について考察した。
【方法】当院でのDA雇用コストの算出を行った。当院でのDA導入成果
を配置前後で比較した。モデルケースは当院で最もDA業務が確立して
いる整形外科とした。DA配置前後の整形外科医師のタイムスケジュー
ルの変化DA配置前後の整形外科の手術件数の増減・入院患者の増減・
外来患者の増減・紹介患者数の増減・逆紹介患者の増減・医師の超過勤
務時間の増減・診断書発行件数の増減を比較した。
【結果】医師のタイムスケジュール比較では約 1.5H�day の事務作業時間
が軽減されていた。手術件数・入院患者・外来患者・紹介患者・逆紹介
患者・診断書発行件数に関してはいずれも増加していた。超過勤務の増
減に関しては変化はあまり見られなかった。その要因としては事務作業
時間が減った分手術枠を広げた為実際の医師の超過勤務に変化は見られ
なかった。
【考察】医師事務作業補助者体制加算のみで補助者の人件費を賄うことは
DA一人当たりの人件費を制限することで可能であるが、DA配置するこ
とで医師の事務作業時間を軽減することができれば医師事務補助者体制
加算以外でも人件費を補えると考えられる。体制加算対象人数以上の雇
用を行っても病院に収益を与えることができ、且つ医師の労務軽減とな
る為DAの導入は病院経営に有効である。

O-8-3 急性心筋梗塞における“Door to Balloon
time”はどう測る？

○
お ざ わ さ な え

小澤 早苗1、住田 陽子2

NHO 埼玉病院 企画課 診療情報管理室1、
国立循環器病研究センター レジストリー情報室2

【はじめに】「Door to balloon time：病院到着から初回バルーン拡張まで
の時間が 90 分」この医療評価指標は様々な場面で取り上げられる。26
年度の診療報酬改定では“Door to balloon time が 90 分以内”と医療技術
の評価及び再評価で使用されている。しかし再灌流をどの時点にするか
により指標が変わり、診療報酬点数にも影響する。当院においても統一さ
れた計測ルールが存在しておらず、同一症例の計測値が医師ごと、臨床研
究、症例登録によりまちまちである。今回、これらの乖離を取り上げ、統
一された指標を作成するための計測方法について考察を行った。
【方法】計測ルールを決め ST上昇型急性心筋梗塞（STEMI）の Door to
balloon time を測り、実際に医師が心カテレポートへ記載しているDoor
to balloon time と比較を試みた。
【結果】一定の計測ルールで計測した値と医師の記録値では乖離が生じ
た。また、PCI や CAGの手技中の”再灌流“は処置をしている現場では
イベントの時刻を記録する事が難しく、記載のない経過記録もあった。
【考察とまとめ】“再灌流時点”の計測ルールと手技中の記録方法を統一に
決めることで信頼性のある指標の作成ができる。この指標を使い PCI の
技術を評価して 90 分以内の割合を上げる事で診療報酬点数の向上につ
ながる。また、監査などで正しい評価がなされていることの証明にもな
る。その他、指標の作成窓口は一つに決め、院内で共有する事や、抽出デー
タはそのまま使用せず、カルテ記載に戻り、データスクリーニングして精
度向上を図る事も重要である。
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O-8-4 内部監査―3年間の取り組み―

○
こ や ま け い こ

小山 啓子、細田 泰雄、原 彰男、石塚 裕人、桒田 香織、
永田 修、渡邉 裕道、澁澤 盛子

NHO 埼玉病院 TQM推進室

【背景】埼玉病院TQM推進室では、ISO9001 の受審をきっかけに 2011
年より内部監査を開始した。試行錯誤しながら進めてきた内部監査の 3
年間の取り組みを報告する。【取り組み】2011 年 4 月、外部講師を招き内
部監査研修会を開催した。QMS－H研究会「段階的内部監査の視点」を参
考に、「内部監査チェックシート」を作成、監査の流れを構築した。その
後、監査部門・審査員の選定、監査方針・内容を決定し、10 月より内部監
査を開始した。翌年 1月までの間に 1部署 1時間の監査時間を取り、計 31
部門の内部監査を実施した。初めての内部監査であり、監査側・被監査側
共に不慣れな点もあったが、部門間を越えた議論が行われ、指摘内容を真
摯に受け止める姿勢もみられ、概ね順調であった。2012 年には新任者へ内
部監査研修会を実施し、内部監査を前年同様に実施した。監査も 2年目に
入るとマンネリ化が生じ、指摘事項の減少等から監査員の再教育が必要
となった。2013 年には 5月に監査員研修を行い、新任者へは基礎編、経験
者へは応用編の 2段階に分けて実施した。9月の内部監査からは、監査対
象業務をTQM推進室と被監査部門で相互決定することとした。また、
QMS�H研究会「内部監査チェックリスト一覧」を参考に、現状の監査方
針のフェーズに合わせた「監査項目リスト」を作成した。監査員に対して
は、被監査部門より事前に提示してもらった資料と「監査項目リスト」を
用いて監査部署毎にグループ演習を行い、監査の視点について、事前視察
や内部監査を行う前から教育を実施した。【現状と今後の課題】職員の異
動に伴い、新任者への教育は必須であると共に、経験者に対しては、ボト
ムアップの教育が必要である。

O-8-5 毎朝のカンファレンスを介した内科系専門医
間における知識共有の重要性

○
つじかわ ともゆき

辻川 知之、前田 憲吾、杉本 俊郎、大西 正人、五月女 隆男、
前野 恭宏、小熊 哲也、伊藤 明彦

NHO 東近江総合医療センター 副院長

【方法】当院は 3年前から地域医療再生計画に基づき徐々に医師数とベッ
ド数が増え、現在入院患者数約 250 名の地域中核病院である。滋賀医科大
学から出向した総合内科講座所属の 7名を含む内科系医師 11 名は全員
が消化器や循環器など専門医であるが、連日交代で当直し二次救急を担
当している。当直医の専門性に関係なく地域で生じたあらゆる新患や救
急医療に対応するため、毎朝内科医全員参加のカンファレンスを行い、前
日入院と前日夜間救急患者のレビューを開始した。【成績】2011 年 4 月以
降、2014 年 4 月までで 4700 症例以上をレビューした。夜間救急からの入
院では主治医は原則当直医として、カンファレンスにて専門医の意見を
参考にするか、当該科へ転科する形式をとっている。カンファレンスの議
論を通じ全内科医が情報を共有することにより、各医師が不得意分野で
も適切に初期対応できるよう医療の均てん化に役立っているだけでな
く、意識障害で救急搬送された症例がシトルリン血症と速やかに診断に
至ることができた事例など、診断困難や医師だけでなく患者にも有益と
なっている。2013 年からは臨床実習生、2014 年から初期臨床研修医も必
須で参加し、世代や診療科を越えた連帯感を保つ場所として活用しなが
ら、週 1�2 回のミニレクチャーによる若手医師や学生教育にも役立って
いる。

O-9-1 多職種で病棟運営を実践することの有用性

○
はやかわ しょうこ

早川 祥子、萬 弘子、櫟本 真紀、岡田 澄
国立国際医療研究センター病院 救命救急センター

当院は新宿区に位置し、801 床の総合医療を提供する病院である。その
中で救命救急センターは、ICUを含むベッド 30 床をもち、看護師は病棟
と外来を同じ看護単位で担っている。医師・救急救命士も同様に病棟・
外来を担当し診療を行っている。救命救急センターは、「地域のニーズに
24 時間対応し救急医療を提供する」というスタッフ共通認識のもと運営
されている。看護師は、それを実現するために医療安全や感染管理など
様々な係活動を行っている。医師や救急救命士と業務を共有する場とし
て月 1回救命救急センター運営会議をおこない、多職種間での連携を意
識している。一見まとまっているように感じるが、看護師、医師、救急救
命士と同じ現場で行っている医療に対し、各々で検討会を持つことに違
和感と効率の悪さを感じていた。また、同職種だけの視点という多職種の
現場に置いて偏った解決になってしまう傾向も運営の円滑さが懸念され
た。医療の質的な改善を図るためには、コミュニケーション、情報の共有、
チームマネジメントの 3つが重要視されている。また、効率的な医療サー
ビスを提供するためには、情報の共有、業務の標準化が必要である。今回、
これまでの取り組みを踏まえ多職種で質の高い医療、効率的な医療サー
ビスを提供するための体制について検討した。看護師だけではなく医師、
救急救命士と係活動を共同する事により、多職種の多角的な視点から、よ
り質の高い医療を提供できることを期待し実践したので結果を報告す
る。

O-9-2 がん化学療法によるB型肝炎ウイルス再活性
化予防に関する医師・臨床検査技師・薬剤師
による共同薬物治療管理の導入

○
うちはた く み こ

内畠 久美子1、尾崎 誠一1、高橋 恭平1、村上 輝明1、
谷口 仁司1、田阪 武司1、森近 俊之1、小澤 秀弘1、
花本 公津枝4、石田 克也4、宮下 真奈美2、久山 彰一3

NHO 岩国医療センター 薬剤科1、NHO 岩国医療センター 肝臓内科2、
NHO 岩国医療センター 呼吸器内科3、NHO 岩国医療センター 検査科4

【はじめに】免疫抑制剤や抗がん剤によるB型肝炎ウイルス（Hepatitis
B Virus：以下，HBV）再活性化による劇症肝炎は近年問題視されており，
2013 年に作成された日本肝臓学会B型肝炎治療ガイドライン内でHBV
再活性化予防について言及された．今回，がん化学療法によるHBV再活
性化予防に関する共同薬物治療管理（Collaborative Drug Therapy Man-
agement：以下，CDTM）を開始したため報告する．
【方法】HBV再活性化予防に関するCDTM（以下，HBV�CDTM）は B
型肝炎治療ガイドラインに従った内容で実施することを化学療法委員会
により承認した．HBV�CDTMに関する情報を各職種で共有するため，実
施した際は内容をカルテに記載することとした．また，HBV�CDTMの実
施内容は集計できる環境を整えることとした．
【結果】HBV�CDTMの対象は，当院で初回実施の化学療法患者全例とし
た．薬剤師はガイドライン上で必要な各種検査項目（HBs 抗原，HBc 抗
体，HBs 抗体など）を代行でオーダーすることとした．HBV�CDTMを実
施した際，カルテの記載は電子カルテ（HOPE�EGMAIN�GX）の eXchart
機能を利用した．これによりHBV�CDTMの実施内容が定型で入力さ
れ，時系列で追跡可能となった．また，D WH�GXによりHBV�CDTM
の内容を抽出することで業務集計も可能となった．
【考察】HBV�CDTM開始によりHBV再活性化予防，医師の負担軽減を進
めることができた．実施内容をカルテに記載することでHBV�CDTM
をチーム医療として各職種で認識することが可能となった．今後，HBV�
CDTMのデータを集計，評価し，有用性を検討していきたい．
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O-9-3 I&A認定施設更新に伴う輸血療法委員会の関
わり

○
い し い こ う じ

石井 宏二、松尾 恵里、山川 徹、横溝 勝、吉田 真一郎、
伊東 正博、松岡 陽治郎

NHO 長崎医療センター 臨床検査科 輸血管理室

【背景】日本輸血・細胞治療学会で、2005 年より全国統一基準で I&A（視
察と点検）を実施している。I&Aの目的は適正な輸血医療が実施されてい
るかを各医療機関が自発的にARM（重要事項説明書）と IRF（チェック
リスト）に基づいて点検・検証し、第三者の視点で点検・視察して問題点
や改善すべき点を明らかにし、それを自ら改善することで「客観的かつ科
学的な基準」の従った輸血管理と適正な輸血療法を行うことである。当院
は、2008 年に国立病院機構の施設として全国初、また九州の医療機関でも
初の I&Aの施設認定を受けた。今回 5年目の更新に伴って、輸血管理室
主導でなく施設全体の取り組みとして、輸血療法委員会を中心に対応を
行った。【取り組み】当院の輸血療法委員会は、委員長（統括診療部長）を
はじめとし総勢 15 名で構成されている。今回、主な取り組みとしては、
初回視察時の改善要求事項を中心に現時点での問題点を抽出し、輸血管
理業務・製剤保管管理・輸血実施手順の見直しと確認を行った。【結果】
I&Aインスペクター視察時においても、輸血療法委員会よりの依頼を行
うことで手術室・自己血貯血・救急救命センター・血液内科病棟・薬剤
科など各部門の責任者の協力をスムーズに得ることが出来た。また、一次
評価に対しても輸血療法委員会で検討し「改善すべき事項」のみならず
「改善する必要がある事項」への対応を速やかに行い問題なく再視察を終
えることが出来た。【結語】今回、I&A施設認定更新に際して、輸血療法
委員会を中心に施設全体の取り組みとして準備対応を行ったことで、当
院における適正な輸血管理と輸血医療の安全性を高めることが出来たと
考える。

O-9-4 新調理室移設に伴う取り組みと今後の課題

○
ふるかわ ま さ し

古川 正志、切手 慎一、桜井 正晴、磯 一嘉、安部 広信、
小池 邦夫、皆川 智秀、市川 直義、金森 功次、大阿久 愛、
栗田 裕美、曽部 知恵、神谷 しげみ、河野 公子

国立国際医療研究センター病院 診療運営管理部門 栄養管理室

【はじめに】当院は診療科 43 科、病床数 801 床の高度専門・総合医療研究
センターである。1食に一般食約 300 食（18 種類）と特別食約 300 食（55
種類）の計 600 食前後、1日 3食では 1,800 食前後を提供しており、調理
業務は直営（一部委託）で運営している。新外来棟移設のための二期工事
があり、2014 年 5 月に新調理室へ移設する運びとなった。【移設に伴う取
り組み】1．食中毒事故防止の観点からの衛生区域と汚染区域の混在しな
い作業導線を導入。2．利便性のみではなく、衛生面や経済面等にも配慮
した調理機器の選択。3．オール電化の調理機器に配慮した調理法への変
更およびスタッフへの教育。4．ベルトコンベアを利用した配膳法に変更
するための作業手順の変更およびスタッフへの教育。【今後の課題】1．ベ
ルトコンベアを利用した配膳法に変更したことによる誤配膳等のインシ
デントへの対策が必要。2．調理機器の故障の際のオール電化に配慮した
代替法の構築。3．調理機器の特性に合わせた調理法等の工夫により、美
味しい食事を提供し、患者さんの満足度を更に向上する。【まとめ】今回、
新調理室に移設することに伴い、衛生面は充実できたが、衛生面以外の医
療安全や患者満足度の面では改善の余地がある。今後、衛生面以外の医療
安全や患者満足度、災害時の対応についても更なる研鑽を積んでいきた
いと考える。

O-9-5 フードサービスが抱える課題解決への取り組
み～標準作業手順書を用いた調理業務のシス
テム化～

○
ふじはら あ さ こ

藤原 朝子、橋田 英明、渡邊 和志、後藤 寿秀、落合 敏彦、
来見 彩花、田淵 潤子

NHO 米子医療センター 栄養管理室

【目的】
食の安全性の確保、多種の治療食と形態調整食の提供、個別対応など対応
の多様化、調理師の減少に伴う業務委託の拡大、サービスの質の安定など
病院におけるフードサービスも多くの課題を抱えている。
当院も調理業務の大部分を業務委託する必要があった。しかし、調理業務
は調理師の経験や技量に依存しており、その人員がいなくなるとサービ
スが継続できず、品質低下を招く。そのため、誰が担当しても品質が維持
できるように調理作業のシステム化が必要と考えた。調理作業のシステ
ム化と合理化を進めるために、クックチルという調理方法を導入したの
で報告する。
【方法】
最初に衛生管理、調理業務の「見える化」に取り組んだ。各作業目的を明
確にし、作業工程ごとに 5W（Why，Where，What，When，Who）1
H（How to）を基準に標準作業手順書（Standard Operating Procedures :
SOP）を作成した。
必要項目は出来るだけ数値化するなど，誰が見ても理解が出来、誰でも遵
守できることに留意した。SOPをもとに業務の効率化や問題点の解決を
図り、クックチル導入に臨んだ。
【結果】
SOP作成を通してクックチルの複雑な調理作業の運用を把握し、事前ト
レーニングを行ったことにより、導入直後は配膳遅れもあったが、3日目
から配膳遅れなく提供することができた。
【結論】
提供するサービスの質が日々、二転三転するようでは信頼を損なう。業務
委託の際は互いの SOPをもとに詳細な協議が必要と感じている。フード
サービスを担う立場として、良いサービスを維持するシステムの構築と
サービス拡大に今後も取り組みたい。

O-10-1 看護系大学に通う女子学生の携帯電話依存傾
向と日常生活への影響

○
い と う え り

伊藤 絵理1、伊藤 実穂1、瀧澤 美帆1、田邉 友理1、渡邉 佳穂1、
佐藤 日香2、田崎 未来2、中村 亜沙子2、三木 まり菜2、
田中 留伊3、伊藤 桂子3、中村 裕美3

NHO 東京医療センター 看護部1、元東京医療保健大学 東が丘看護学部2、
東京医療保健大学 東が丘 立川看護学部3

【目的】看護系大学に通う女子学生の携帯電話に対する依存傾向の現状を
明らかにすると共に、日常生活や学業に及ぼしている影響を把握するこ
とである。【方法】2013 年 8 月下旬首都圏の看護系大学に在籍する女子学
生を対象に質問紙調査を行った。調査内容は携帯電話におけるインター
ネット依存傾向を測定する尺度（以下、IAT）、インターネット行動尺度、
社会的なスキルを測定するKiss�18、日本的タイプA行動評定尺度を用
いた。なお、本研究は研究者が所属していた研究倫理・安全委員会の承認
を得たのち実施した。【結果】1．回収率は 58.8％で対象者の平均年齢は
20.94±0.82 歳であった。携帯電話の使用開始平均年齢は 13.23±2.32 歳で
あり、一日の携帯電話の平均使用時間は 4.05±2.67 時間であった。2．
IAT：全体平均値は 36.81±11.52 で、一般的使用群は 61 名（63.5％）、潜
在的使用群は 35 名（36.5％）、高リスク使用群は 0名（0％）であった。3．
IATの分類による比較：「携帯電話使用による睡眠時間の削減」、「会話中
の操作」、「携帯電話を手に持っていないと落ち着かない」において有意な
差がみられた。インターネット行動尺度の「他者との関係」は一般的使用
群が 2.20±0.90、潜在的使用群が 2.96±0.88 であり有意な差が見られた
（p＜0.05）。【考察】IATの結果から看護系大学の女子学生には高リスク使
用群はおらず、一般的使用群と潜在的使用群のみであることが明らかに
なった。これは、看護系大学は他の学部と比較し、臨地実習を含む必修科
目が多く、比較的規則正しい生活を送れていることが要因として考えら
れる。潜在的使用群は、睡眠時間削減や会話・食事中の操作など日常生活
に影響を及ぼしていることが考えられた。
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O-10-2 アロマセラピーと心体の関係性

○
い じ ち ゆ い

伊知地 由依
NHO 菊池病院 診療部リハビリテーション科

デイケア利用者の声を拾いながら、新しいプログラムアロマセラピーを
立案し実施した。
このプログラムは、作品の作製を通してセラピーを体感する、プログラム
終了後も自身でセラピーを行えるという 2つの大目的を中心に、作品＜
バスボム、アロマキャンドル等＞を手作りで作ることを大切にした。
プログラムを実施していく中で利用者の気持ちに変化があったため、そ
の経過と結果に考察を加え報告する。

O-10-3 精神科病棟における、身体リハの必要性

○
ゆきとき け ん た

行時 健太
NHO 菊池病院 作業療法士

近年、精神科医療では国の政策により、入院中心医療から地域ケアへの移
行が進んでいる。しかし、精神症状により活動性が低下している患者の中
には、身体機能が低いものも少なくない。それによって、関節の拘縮や認
知機能の低下、廃用症候群など様々な問題につながっている。このような
問題により、精神賞状が寛解しても身体的に介助が必要となり、退院が難
しくなる患者がいる。そういった問題を解決するために精神科リハビリ
テーションにおいて、身体リハの重要性が高まっている。この発表では当
院、入院患者へ身体機能評価を実施して、その結果を報告し、精神科にお
ける身体リハについて考える機会にしたい。

O-10-4 マインドフルネスグループ療法により抑う
つ・不安感が低減した症例の報告

○
こ が か よ こ

古賀 香代子
NHO 菊池病院 臨床研究部

【はじめに】マインドフルネスとは，Kabat�Zinn（1990）によって，“意図
的に，今この瞬間に，価値判断をすることなしに，注意を向けること”と
して定義される心理的状態である。この体験を通し客観的視点を獲得し，
情緒的安定を図る事が可能となる。菊池病院では抑うつ感，不安感を軽減
する目的で 2013 年 4 月より外来及び入院患者合同で週 1回半年間を 1
クールとし，マインドフルネスを用いた集団療法を実施した。対象疾患は
主にうつ病，パーソナリティ障害，不安障害等である。セッション内容は
マインドフルネス瞑想を行い，そこで感じた事をグループでシェアを
行った。今回，うつ病患者が半年の参加を経て抑うつ感と不安感が軽減
し，生活が適応的となった症例を報告する。【目的と方法】うつ病患者の
症例を通し，マインドフルネスによる客観的視点取得による認知と思考
の変化を検討する為，インタビューを実施する。プログラムの導入前後に
うつの尺度 SDSと不安の尺度 STAI を用いプログラム実施効果の評価
を行った。【結果】心理検査による参加前後の得点を比較すると，SDS
は 55 から 38 へ、STAI ではの状態不安が 53 から 41 へ，特性不安が 61
から 43 へと全てが低下した。インタビューでは，周囲に問題があっても
「今，ここにいる自分」を感じることができるように変化したことを中心
に語られた。【考察】マインドフルネス状態になり，自分自身を客観的に
見る体験を繰り返し行った。そこで感じた事を他の参加者とシェアして
いくことにより，様々な視点に触れる事になった。普段心理的に捕らわれ
た悩みから自己を切り離し，気持ちを切り替えが楽に行えるようになり，
抑うつ感や不安感が低下したと考える。

O-10-5 医療観察法入院対象者に対するイメージにつ
いて 第一報～SD法を用いての考察～

○
あ ら い ひろふみ

荒井 宏文、芹山 尚子、深瀬 亜矢、白石 潤
NHO 北陸病院 心理療法士

【問題と目的】当院医療観察法病棟では、重大な他害行為を起こした者
（＝以下対象者）が入院している。対象者に対する社会イメージは否定
的・偏ったものが多く、対象者の社会復帰が困難になるケースに遭遇す
る事がある。岡本ら（2002）は、精神疾患の無理解の要因として精神障害
者の実態を知る機会の不足を指摘している。対象者に対する否定的イ
メージには実態を反映しないものも有るかも知れず、地域に対する情報
提供を工夫する必要があるかもしれない。本研究では、第一弾として対象
者と日常的に接する機会のある医療観察法病棟スタッフと、それ以外の
スタッフで対象者に対するイメージに差が有るか否かを検討する。【方
法】医療観察法病棟勤務者とそれ以外の勤務者に対し SD法を用いた質
問紙で対象者のイメージを測定した。質問紙は演者 3名の合議により選
定した 38 項目の形容詞対で構成される。【結果】医療観察法勤務者 27
名、他部署の勤務者 15 名の回答を得た。3項目で有意、3項目で有意傾向
の評定値の差を認め、このうち 4項目で、他部署スタッフの方がより対象
者のことをネガティブ方向に認知していた。【考察】医療観察法病棟勤務
者以外の方が対象者に対してよりネガティブなイメージを持っている傾
向が示唆された。これは、実際に対象者を見ないことで、ネガティブなイ
メージが膨らんでいる可能性や、特定の対象者個人を知らないがゆえに、
否定的なイメージを表出することに抵抗がないことを示していると考え
られる。対象者との接点の有無で、対象者のイメージに差が生じ、特に接
点が少ない方がネガティブなイメージが膨らみやすい傾向が考えられ
た。
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O-11-1 精神科病院におけるNST活動～現状と課題～

○
あかさか

赤坂 さつき、東 雅也、平良 恵美子、大城 孝、池原 充子、
益崎 和也、石牟禮 慎也、渡口 貴美子、池田 さやか、
吉田 直美、大濱 用八郎

NHO 琉球病院 NST

【目的】当院は沖縄県北部に位置する 406 床（精神科病棟 326 床、重症心
身障害者 80 床）の精神科病院である。2013 年 7 月に全患者のスクリーニ
ングを実施後、要問題者の抽出を簡便化するために栄養管理計画書の様
式の見直しを行い、9月よりNSTを稼働している。これまでの活動を介
入者の評価結果、経験症例もあわせて報告する。【方法】2013 年 9 月から
2014 年 4 月において、NSTが介入した 50 名（平均年齢 63.3 歳、男性 28
名、女性 22 名）中、終了者 41 名を栄養治療実施計画書兼栄養治療報告書
を基に、各評価項目の集計を行った。評価・集計方法は 1．身体栄養評価
（栄養摂取量・体重・自立度）2．血液・生化学的栄養評価（Alb・TP・
Hb）3．摂食・嚥下障害 4．褥瘡 5．感染を 5段階で評価し平均点を算出
した。総合評価は、3.0 以上を改善、3.0 を不変、3.0 未満を悪化とした。
【結果】8ヵ月間の総介入件数は 161 件、NST終了者 41 名の総合評価は、
改善 27 名（66％）、不変 11 名（27％）、悪化 3名（7％）。転帰は、入院中
29 名（71％）、退院 9名（22％）、死亡 3名（7％）であった。【考察及び結
論】NST活動により栄養改善の効果は認められたと考える。全患者でみ
ると経口栄養管理が殆どであり要問題者もNSTが介入することで一旦
は改善となる。しかし、長期入院生活の間に病状の変化、身体合併症等に
よって自立度の低下、嚥下機能の低下による投与ルートの変化、筋力の低
下等様々な問題があり患者個々の栄養治療計画も見直すことが重要であ
る。

O-11-2 医療観察法病棟の集団プログラムに看護師の
担当制を導入して

○
つかはら ゆきひろ

塚原 幸博、島袋 利代子、藤枝 慶行、新里 智恵子、
親泊 希佐子、金城 則子

NHO 琉球病院 看護部

医療観察法の制定から約 10 年経過し、宮本らによる研究では「看護師の
関与は、ほぼ全プログラムにわたっているが補助的な役割に止まってい
る場合も少なくないことが判明した」1）と報告されている。当病棟も治
療プログラムの運営はコメディカルが主体となり、研究結果と同様に看
護師は補助的な役割に留まっていた。スタッフの温度差はあったが一つ
のプログラムを継続的に担当することで、個人のスキルアップを図れる
のではと考え看護師のプログラム担当制を実施し、3年の経験を得て担当
制導入前後の意識調査を行い、看護師の意識の変化を明確にする。プログ
ラム担当制の前後を知る看護師 18 名へ担当制前後の変化を研究目的に
対応した 11 項目に分けアンケートを実施、看護師の意識の変化を図・表
を活用し結果考察を加えた。プログラム担当制を導入し継続することで、
1．運営する自信につながった 2．責任感が出た 3．関わりが積極的になっ
た 4．目的や目標を把握できた 5．対象者の変化を把握できた。との意識
の変化が認められた。医療観察法病棟における治療プログラムは重要で
あり、担当制は有効であった。各職種の専門性を高めるような組織的な働
きかけが必要であり、今後は担当制による対象者への効果、コメディカル
への影響と相互作用、担当制の維持と質の向上についても検討していく
必要がある。

O-11-3 閉鎖病棟入院患者の社会復帰に向け意欲向上
を図るには―フリー散歩許可患者との新たな
関わりを通して―

○
ひ だ に みのる

檜谷 稔、中島 竹流、目崎 里美、千北 英美、藤木 遼、
本岡 和子、平田 博章

NHO 賀茂精神医療センター 看護部

【はじめに】厚生労働省は統合失調症患者を中心に地域生活への移行及び
地域生活の支援を課題としている。当院では、1981 年から「フリー散歩」
と呼ばれる特有の院内開放処遇が 1．気分転換 2．開放的な環境での生活
3．社会復帰の準備を目的として実施している。しかし目的 3については、
前年度の研究結果より患者の認識が低かった。今回フリー散歩許可患者
に対し『フリー散歩』の情報提供や患者の思いを確認することで、患者が
社会復帰に向けて意欲を高めることができるのか調査検討したので報告
する。【研究方法】対象：閉鎖病棟入院中でフリー散歩許可のある患者で、
同意の得られた 12 名。調査方法：アンケート及び聞き取り調査。分析方
法：得られたデータから意識の変化と傾向を考察する。倫理的配慮：所
属施設倫理審査委員会の承認を得て実施。【結果・考察】1『開放病棟や退
院へ向け意欲・目的理解が高まったグループ』2『退院への意欲はあるが
開放病棟へ向けての意欲が高まらなかったグループ』3『開放病棟や退院
への意欲が高まらなかったグループ』4『最初から開放病棟へいく事と退
院の意欲の高かったグループ』がある事が分かった。その為、社会復帰に
向け患者が関心を持ち意欲を高めていけるよう、段階に沿った情報提供
や指導を行う必要がある。【結論】3名の患者は、社会復帰に向けて意欲の
向上を図ることができた。患者のタイプに 4つの傾向があることがわか
り、社会復帰に向け意欲の向上を図るには、患者のレベルや、段階に沿っ
た看護介入が必要である。患者が社会復帰に向け意欲を高めるには、看護
者も患者の社会復帰に向け意欲をもち、患者の思いに寄り添い看護を提
供していく必要がある。

O-11-4 断酒不安定期にある者が退院後断酒を決意し
た契機と断酒継続を支えるもの～退院後外来
通院している断酒者の語りから～

○
あ さ と あ ゆ み

安里 明友美、遊佐 勝、奥浜 伸一、古川 房予
NHO 琉球病院 看護部

【目的】本研究ではアルコール看護に活かしていくために断酒不安定期の
者に焦点をあて、退院後断酒を決意した契機や継続するための断酒への
意識について明らかにすることを目的とする。【対象】アルコール依存症
と診断され、当院のアルコール・リハビリテーション・プログラムを終
了し退院後 1～3年断酒している者で当院の外来通院を継続している者
とした。【方法】データ収集は半構成的面接法を用い質問項目は「退院後、
断酒に至った経緯」「断酒継続のために大事にしていること、心がけてい
ること」とした。 分析方法はインタビューで得た語りの逐語録を作成し、
「断酒を決意した契機」「断酒を継続する上でささえているもの」について
焦点をあて、類似性に従って分類しカテゴリー化した。また、本研究は琉
球病院倫理審査員会の承認を得て実施した。【結果】対象者は男性 6名、
女性 2名であった。対象者らの語りから退院後断酒を決意した契機とし
て「酒がもたらす恐怖」「専門病院への入院、再入院」「安心できる居場所と
理解者の存在に気づく」「自分の生き方を受け入れる」「酒のない生活への
楽しみに気づく」「周囲の期待に答えたい」「家族への罪悪感」の 7つのカ
テゴリーが生成され、断酒継続を支えているものは「人とのつながりと安
心できる居場所」「メンタルスキル」「酒のない健康的な生活」「自分と病気
を受け入れる」「リスクを避ける意識」の 5つのカテゴリーが生成された。
【考察】入院中のアルコール看護には、今回の対象者らが語った断酒を決
意した契機や断酒継続を支えるものを強化できるチャンスが多くあり、
看護者は日々の看護の中で回復を意識した介入が求められると考える。
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O-11-5 精神科急性期における看護師の紙おむつに対
する認識～インタビューを通して明らかに
なったこと～

○
こ た け あ き お

小竹 昭夫、中元 治香、都築 弘誠、前田 佳代子、棚田 芳彦、
柴田 郁子、藤原 光志

NHO 賀茂精神医療センター

〈はじめに〉精神科急性期では患者の病状により年齢問わず紙おむつを使
用している現状がある。精神科急性期治療病棟の看護師が紙おむつに対
してどのような認識をもち、患者に紙おむつを使用しているかを明らか
にすることは、精神科急性期における排泄ケアの一資料として、今後の排
泄ケアの向上につながると考えた。〈方法〉当院精神科急性期治療病棟に
在籍 4年以上の看護師に対して半構造化面接行い、質的帰納的分析を行
なった。〈結果〉【全人的視点で患者理解に努める姿勢】【経験と学習から導
き出された集合体】【急性期の患者をアセスメントする 1つのツール】【ジ
レンマを包含した看護】【治療関係を築く上での一媒体】【便利性とコスト
を考慮して使用する排泄ケアの道具】【マンパワーに依存する流動的なケ
ア方法】という 7つのカテゴリーに大別され、19 のサブカテゴリーが抽出
された。精神科急性期において紙おむつが単なる道具ではなく、その枠を
超えて、患者－看護師関係において重要な役割を担う存在であるという
結果が得られた。〈考察〉看護師は紙おむつという物を先輩から学び、患
者に対して実際に使用していくことで自ら学びを発展させている。また、
紙おむつの存在は患者と看護師が学習する場面でありコミュニケーショ
ンのきっかけとなる場面にもなっている。〈結果〉精神科急性期における
看護師の紙おむつに対する認識は、看護師の患者に行っている紙おむつ
を用いた排泄ケアが、【経験と学習から導き出された集合体】であり、紙
おむつの存在が連続する治療的な対人関係プロセスの中心に位置してい
るということが明らかになった。

O-12-1 在院日数短縮に向けた経営企画室と診療情報
管理士の協働による診療科への働きかけの効
果

○
まつふる ふ み こ

松古 冨美子1、尾崎 水香1、河本 佳子1、久保 めぐみ1、
西村 千絵1、川本 俊治1、萩野 勝司2

NHO 呉医療センター 診療情報管理室1、NHO 呉医療センター 経営企画室2

【はじめに】平成 24 年 DPC効率性指数が低下したことから、在院日数短
縮を目標とし、入院期間尺度を指標として、経営企画室と診療情報管理室
が協同して在院日数短縮を各診療科に働きかけた。
【目的】経営企画室と診療情報管理室協働の入院期間尺度の短縮効果を明
らかにする。
【方法】経営企画室は全診療科のDPC14 桁の疾患の入院期間尺度を算出
し、DPC6 桁で集計して 3ヶ月毎にDPC検証委員会等から診療科に提示
する。
診療情報管理室は 1、DPC14 桁別入院期間尺度 3.0 以上症例を個別に診療
録を参照して長期化理由を評価し、月毎に病床委員会に報告する。2、入
院期間尺度 2.5 以上のMDC14 桁疾患のクリティカルパスとEFファイ
ルを活用した分析を行い、パス委員会で検討する。
【結果】
1 平均入院期間尺度は平成 25 年第 1四半期 2.13、第 2四半期 2.12 第 3
四半期 2.08 第 4 四半期 1.94 と短縮した。
2 クリティカルパスの設定入院期間が入院期間尺度 2.0 以上の疾患が
11 件あった。
3 平成 25 年 8 月から平成 26 年 3 月までの退院患者 9651 件中 5204 件
55.6％を検証し 227 件 4.4％が入院期間尺度 3.0 を超過しており、MDC04
が 57 件、06 が 28 件、05 が 22 件であった。
4 長期化理由はほとんどが病状に起因し、転院調整が要因となったのは
循環器科 11 件、神経内科 8件であった。
【結論】DPC14 桁別入院期間尺度の推移の公表と症例毎の長期化理由を
評価し、パス委員会への情報提供等で入院期間尺度は短縮出来た。

O-12-2 14日以内退院時要約作成に向けた医師事務
作業補助者の取り組み

○
いしかわ り さ

石川 理沙1、横山 香奈1、小川 幸代1、川野 絵美1、
丸山 こずえ2、後藤 康高3

NHO 都城病院 医師事務作業補助者1、
NHO 都城病院 医療情報管理部副部長2、NHO 都城病院 統括診療部長3

【はじめに】
当院は 15 診療科、一般 307 床で、2009 年 4 月より医師事務作業補助者を
導入し、現在は医師の事務業務を幅広くサポートしている。
【目的】
退院時要約（以下：サマリ）は院内規程により作成期限を 14 日以内に定
めているにも関わらず、2ヵ月が経過しても未作成が散見した。また 2014
年度診療報酬改訂により診療録管理体制加算 1が新設され、14 日以内作
成率 90％以上が求められた。サマリ作成率の向上を目指し運用変更を
行ったので報告する。
【方法】
1）管理台帳をエクセルからファイルメーカーへ変更し、進捗管理を一元
化する。
2）サマリの下書きは退院当日より 5日以内に行う。
3）14 日以内作成率および医師別未作成件数を医局へ掲示する。
4）未作成分の催促リストを統括診療部長直筆サイン入りへ変更し、依頼
時期を退院後 7日目・12 日目とし、その後は 5日毎に催促する。
5）NCD等の学会資料作成補助を医師事務補助者より医局秘書へ移行し、
業務調整を行う。
6）生涯教育研修や院内外の勉強会へ参加し、医学知識を習得する。
【結果】
14 日以内作成率を年度比較すると、平成 24 年度 53.2％に対し、25 年度は
76.7％と上昇した。26 年 4 月時点での作成率は 86.0％とさらに成果を得
ている。
現在、退院後 5日以内の下書き完成率 60％、7日以内 68％、14 日以内
88％、検査結果等の事情により 15 日以上が 12％であった。
【まとめ】
サマリの下書きから承認までの運用を見直したことにより、14 日以内作
成率の上昇が得られた。業務を行うなかでコミュニケーションの大切さ、
医学知識の重要性は明らかであった。今後は医師が求めるような下書き
作成に心がけ、承認までのフローを円滑に行い、14 日以内の作成率 100％
を定着させたい。

O-12-3 診療報酬請求の精度管理―医事職員ができる
こと―

○
ますもと こ お き

増元 光希1、佐伯 美佳2、山口 博司3、植松 裕4

NHO 都城病院 算定・病歴係1、NHO 都城病院 入院係長2、
NHO 都城病院 専門職3、NHO 都城病院 事務部長4

【はじめに】
当院は 15 診療科、一般病棟 307 床、2011 年 8 月に電子カルテ導入、2012
年 4 月に DPC対象病院となった。
【目的】
2013 年度診療報酬査定率は 0.25％を上回り、約 16,000 千円の減点額で収
益を圧迫した。減点査定の原因を究明し、委託職員のスキルアップを図
り、査定を減らす運用を確立する。また 2014 年度診療報酬改定への対策
を立案し、病院の運営資産を確保する。
【方法】
1）2012 年度査定分およびシステムで抽出できる算定項目を検討し、
チェックシートを作成する。
2）2013 年 4 月から 2014 年 3 月診療分の全入外患者について、出来高算定
および診療行為の確認を行う。
3）監査結果を委託責任者へ報告し、修正を依頼する。
4）修正箇所を再確認し、問題がなければ終了とする。
5）毎月、査定項目の分析を行い、運用方法を更新する。
6）PDCAサイクルを活用し、資産を確保するための運用を目指す。
【結果】
2013 年度の総指摘件数は 685 件（算定漏れ 320 件、誤り 17 件、過剰 348
件）であった。点数では、算定漏れ 478,326 点、誤り 27,811 点、過剰（査
定分）142,085 点であった。また記録がなく算定要件を満たさないオーダ
による過剰請求が 22 件、診療報酬上算定不可項目で包括算定された件数
が 197 件であった。
【まとめ】
「突合点検」や「縦覧点検」の結果や保険のルールの把握を行い、査定を
減らす運用を行うことにより、件数は 2012 年度 2,118 件、2013 年度 1,913
件と減少したが、2013 年度は高額な査定があり総減点数は変わらなかっ
た。委託職員へ委ねている医事請求業務においても、職員が介入すること
により業務の適正化が図れた。職員の異動の多い国立病院機構において
は、診療報酬請求業務における専門家の育成は重要である。
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O-12-4 電子カルテを導入する以前にやるべきこと
（導入を決定した病院からの問題提起）

○
なかしま まさかつ

中島 正勝
NHO 高松医療センター 事務部

【趣旨】ついに当院にも電子カルテの導入（計画）が決まった。主たる目
的は医師並びに看護師確保及び運用体制の見直しである。しかし、本当に
それで良いのか。他にやるべき事（やれること）は無いのか。いや、やる
べき事をやっているのか。これからのことは当院が直面した数々の問題
である。【現状】平成 25 年度の収支△8,117 千円（実際には 18,117 千円）、
平均入院患者 160.4 人、外来患者 81.0 人、資金期末残高△32,076 千円が当
院の実績であり、26 年度 5月末の平均入院患者数は 158.6 人（計画 170.0
人）となっている。高額な医療機器も購入出来ず、耐用年数を過ぎた什器
を使用してなお、この結果である。倒産寸前旧療養所系病院なのは誰の目
にも明白であろう。ちなみに、医師数についてはわずか 13 人（平均年齢
50.5 歳）である。兎にも角にも『患者数増！』、その為には『医師数増！』
なのだ。しかし、若い医者は紙カルテを使ったことがない。当院の診察室
を診れば就職の気持ちはあっても「だが、断る！」となる。そこで、行き
着いた先が電子カルテ導入である。【結果】今更だが、電カルは道具であ
る。しかし高度な道具である。鍬と鎌で十分だった土地にトラクターを導
入できるのか。しかも、区画整理もやっていない歪な形をした土地で活躍
できるのか。そもそも購入する余力はあるのか。当院における導入経過を
ここで報告し、これから電子カルテ導入を考えている病院への参考とな
れば幸いである。

O-12-5 放射線科勤務表自動作成プログラムの開発

○
む ら た じゅんぺい

村田 潤平
NHO 北海道医療センター 診療放射線科

【目的】当院放射線科では、診療放射線技師長が 1カ月分の勤務表を作成
している。勤務表は当直の代休等を考慮する必要があり、作成には時間が
かかり、名前の重複等もしばしばおこる。そこで今回、短時間でかつ名前
の重複等のミスのない勤務表を自動で作成することを目的に、勤務表自
動作成プログラムを開発したので報告する。
【方法】プログラムはMicrosoft Visual C＋＋2010 Express を使用し、C
言語で開発した。勤務表自動作成プログラムは、1．各日の欠席者情報と
曜日情報をエクセルにまとめる 2．このエクセルデータを、作成したプ
ログラムから取得する 3．診療放射線技師それぞれに各モダリティ（一
般撮影、ポータブル撮影、CT、MRI、TV、RI、血管造影）における習熟
度をもとに、各モダリティで点数化し、その点数をもとに各モダリティに
決められた人数で割り振る 4．割り振ったデータをエクセルに出力する、
という手順で作成した。
【結果】1日から 2日かけて作成していた勤務表を 1時間程度で作成する
ことができるようになった。また名前の重複等のミスのない勤務表を作
成することができた。

O-12-6 停電から学ぶ非常電源設備の精密点検の大切
さ

○
さかぐち か つ き

坂口 勝樹
NHO 嬉野医療センター 事務部 企画課

2013 年 1 月 17 日、九州電力高圧線遮断事故による停電により、非常電源
設備の不備が発覚した。そこで、非常電源設備の不備を解消すべく次の精
密点検等を行った。1．仮設発電機の設置 2．VCBの保護リレーの瞬時突
入電流設定値の変更 3．無停電電源装置の精密点検 4．自家発電装置の精
密点検 上記精密点検等を実施し、一安心と思っていた矢先の 2013 年 6
月 14 日、九州電力電圧調整用コンデンサ不良による停電が発生し、VCB
制御回路の不備や人工透析用RO水供給装置が一般非常電源ではないこ
とが判明した。再度、非常電源設備の不備を解消すべく次の改修及び精密
点検等を行った。5．透析用 RO水供給装置を一般非常電源に改修 6．第二
変電所VCB制御回路の改修 7．停電テスト 8．電気設備精密点検（午前に
一般非常電源、午後に商用電源）※自家発電装置は稼働したが、第一変電
所VCBの不備により一般非常電源に給電されなかったため、精密点検を
中止した。今後の予定として、次の改修及び精密点検等を実施予定であ
る。9．自家発電装置負荷自動切替工事（停電時に自家発電装置 750KVA
が稼働しない場合でも手術を実施継続させるため、第一手術室内の照明
及びコンセントを全て瞬時特別非常電源に改修等）10．不備があるVCB
の分解精密点検 11．電気設備精密点検（前回中止した商用電源）これで万
全とは言えないが、今後も継続した精密点検を実施し、非常電源設備等の
安全性を確保していきたい。また、予備線契約（同一変電所から 2回線引
き込む契約）又は予備電源契約（別々の変電所から 1回線ずつ引き込む契
約）を検討し、停電時は瞬時（約 0.3 秒）に常用配電線から予備配電線に
切り替えることにより病院運営に支障を来さないようにしたい。

O-13-1 糖尿病教室での患者指導向上に向けた取り組
み

○
さ と う ゆ う こ

佐藤 裕子、佐藤 良子、中根 由季枝、山口 睦子、大山 亜矢子
NHO 別府医療センター 南2病棟

【目的】糖尿病教室は患者に対して自己管理の動機づけや知識の普及を行
う場である。今回その指導に関わる看護師の知識の普及と糖尿病教室で
の患者指導方法の向上を目的として、糖尿病内科医師・糖尿病療法士に
よる勉強会の実施や指導案を作成し、看護師の心がけている内容の変化
を調べた。【方法】対象：糖尿病教室を担当する看護師 6名。内容：1．糖
尿病教室指導案の作成 2．糖尿病内科医師、糖尿病療法士による勉強会の
実施 3．指導案を活用し糖尿病教室を実施。その前後に指導時に看護師が
心がけていることについて質問紙調査を実施。【倫理的配慮】対象の個人
情報、調査で得たデータ保護を十分に行い、研究終了後の保管・処分にあ
たり厳重に取り扱う事を説明し同意を得た。【結果】勉強会実施後、指導
案を活用して糖尿病教室を実施した結果、対象者の心がけている項目（指
導の方法）（患者との人間関係）が増加した。看護師の反応として「指導案
を利用しポイントが明確となり指導しやすかった」「患者より理解できた
という反応があった」等の意見が聞かれた。【考察】勉強会の実施や指導
案作成により、指導看護師が患者へのフィードバックの大切さに気付き
意識・行動に変化がみられた。また指導案を利用することで経験年数に
よる指導技術の差を埋めることができた。患者個々に合った指導をする
ためには、患者の心理・行動を把握し表情や態度にも配慮しながら情報
を得ることが必要である。今後患者の学習ニーズの把握のために病棟に
おける患者指導体制の見直し（集団指導と個別指導の連携）を検討する必
要がある。本研究を通して見えてきた問題点を解決し、引き続き患者指導
の向上に取り組んでいきたい。
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O-13-2 看護師による術直後の疼痛評価の実際―全身
麻酔を受けた患者に対して―

○
おおにし と も こ

大西 智子1、兵頭 静恵1、くけ谷 和秀1、片岡 悦子1、
小野 妙子1、野本 百合子2

NHO 四国がんセンター1、愛媛県立医療技術大学2

【はじめに】A病院では術後の疼痛評価スケールとしてNumerical Rating
Scale（以下NRS）を使用しているが、術直後の場合、NRSでは痛みの程
度を十分に把握できないことがあった。そこで、全身麻酔を受けた術直後
の患者に対して、的確かつ客観的な疼痛評価をするために、看護師はどの
ような視点で患者を観察、評価しているか調べたいと考え、実態調査を
行った。
【方法】A病院の ICU看護師 10 名を対象に、A病院の看護部倫理審査委
員会の承認を得て、1．全身麻酔を受けた術直後の患者に対しての疼痛評
価、2．NRSでの疼痛評価について、半構造化インタビューを行い、逐語
録を作成した。1．2．の内容に該当する回答を抽出してコードを作成した
後、類似性に基づいて分類し、カテゴリー化した。
【結果】1．全身麻酔を受けた術直後の患者に対しての疼痛評価について
は、「体で示す反応」「言葉による表現」「痛みによる生理的反応」「患者の特
徴と性格」「意識レベル」「使用した鎮痛剤の情報」の 6個のカテゴリーが
作成された。2．NRSでの疼痛評価については、「NRSは評価し難い」「聞
き方に工夫が必要」「NRSは分かりやすい」という 3個のカテゴリーが作
成された。
【結論】術直後の患者に対して、看護師は主に、患者の体で示す反応、言
葉による表現、痛みによる生理的反応を観察し疼痛を評価していた。意識
レベルが低下している患者では、患者の訴えが曖昧なため、言葉による表
現以外の身体的な状況を確認していた。また、術直後は意識レベルが低下
している患者やNRSで表現できない患者がおり、NRSでは評価し難いと
いう意見が多かった。

O-13-3 診療看護師が気管カニューレ交換と胸腔ド
レーン抜去時に大切にしていること

○
む ら た み ゆ き

村田 美幸1、菅野 雅之2、渥實 潤2、小池 俊明3、小川 哲史1

NHO 高崎総合医療センター 統括診療部1、
NHO 高崎総合医療センター 呼吸器外科2、
NHO 高崎総合医療センター 救急科3

【はじめに】
平成 25 年 2 月に看護師特定行為の研修制度について閣議決定がされ、

今後は気管カニューレ交換や胸腔ドレーン抜去を看護師が行うことが可
能となることが見込まれる。看護師がこれらのことを行うにあたり、医療
の質を保つために、診療看護師が手技を行っている時に留意しているこ
とがある。
【目的】看護師が気管カニューレ交換と胸腔ドレーン抜去を行う場合に、
看護師に求められることについてこれまでの経験を踏まえ考察する。
【方法】2012 年 6 月から 2014 年 5 月の期間で、気管カニューレ交換に関
わった症例、胸腔ドレーン抜去に関わった症例を電子カルテから情報収
集する。
【結果】気管カニューレ交換に関わった症例は 76 例で、そのすべての症例
で気管切開時の助手を行った。胸腔ドレーン抜去に関わった症例は 130
例で、手術助手や緊急ドレーン挿入時に携わっていた。処置当日から、創
部の状態やドレナージ状態を観察し、初回気管カニューレ交換と胸腔ド
レーン抜去まで継続的に関わった。処置時は指導医立ち会いのもと、手技
を行っていた。初回気管カニューレ交換時に、気管カニューレが皮下に迷
入した事例 1例や、胸腔ドレーン抜去時に 1例は突発性血胸を併発し、緊
急手術となった症例を経験した。
【考察】診療看護師として、気管カニューレ交換や胸腔ドレーン抜去症例
を多数経験した。今後、看護師がこのような特定行為を行う場合には、頚
部の解剖や胸腔までの構造、胸腔内の構造を把握するために、気管切開時
や胸腔ドレーン挿入時から立ち会い、気管カニューレ交換や胸腔ドレー
ン抜去までの管理を指導医と担当することが大切と考える。

O-13-4 脳卒中患者への保湿剤と洗口液を組み合わせ
た口腔ケアの効果

○
しらかわ ゆ い か

白川 結佳、丸野 綾子、岩本 愛、松本 メグミ
NHO 熊本医療センター 神経内科・脳神経外科病棟

【目的】脳血管障害や意識障害の患者は、嚥下機能障害を併発している場
合が多く、痰の付着や乾燥等の口腔内症状を呈している患者が多数みら
れる。口腔ケアでは口腔内の保湿が重要なポイントとされており、既存研
究では洗口液や保湿剤の個々の殺菌や保湿の効果は明らかにされている
が、各々を組み合わせたケアの効果は明らかにされていない。そこで、保
湿剤と洗口液を組み合わせた新口腔ケアマニュアルを作成し、効果を明
らかにすることを目的として研究に取り組んだ。【方法】セルフケア不足
のある脳卒中患者 6名に対し、従来の口腔ケアを 3日間行い、その後、新
口腔ケアを 3日間施行。データ測定は、細菌カウンタと口腔内水分計を用
いてケア直前・直後・3時間後の細菌数と水分量を 6日間測定し、6名の
平均値をだした。【結果・考察】新口腔ケア実施後の細菌数は、ケア直前
とケア 3時間後を比較したが、著明な変化はなかった。水分量は、通常の
口腔ケア後と新口腔ケア実施後ではケア直後・3時間後ともに水分量は
増加しており保湿剤＋洗口液の保湿効果を持続させることができたと考
えた。【結論】今回、保湿剤と洗口液を組み合わせた新口腔ケアマニュア
ルを行った結果、ケア直前・直後・3時間後の細菌数に明らかな変化はな
かったが、口腔内の水分量は増加・維持できた。

O-13-5 慢性期病院においての緊急気道確保にイン
ターサージカル i�gel を利用することの有用
性に関する検討

○
す ず き ふみひと

鈴木 史人1、三浦 利治4、斎藤 貴子3、和田 千鶴2、
阿部 エリカ2、小原 講二2、柳橋 秀子5、秋元 美穂子5、
泉 幸江5、保坂 友紀5、大場 恵利子1、大久 広幸1、畠山 知之2、
豊島 至2

NHO あきた病院 歯科1、NHO あきた病院 神経内科2、
NHO あきた病院 内科3、NHO あきた病院 整形外科4、
NHO あきた病院 看護部5

（目的）慢性期病院においては、急変時の気道確保を経験する機会に乏し
い。そのため、急変時に気管挿管が必要な症例に遭遇した場合、医師の技
量、経験に左右される部分が大きい。そこで今回我々は、気道確保が簡便
な i�gel が慢性期病院で有用であるかの検討を行った。（方法）i�gel 未経
験者を対象に、医師の経験や i�gel についての印象の事前アンケートを
行った。次いで意思疎通困難な歯科患者への全身麻酔時に、i�gel を利用
し気道確保の成否、気道確保に要する時間を計測した。終了後、使用感に
ついてのアンケートを行い、慢性期病院での使用について検討した。対象
は、Mallampati 分類 2 度の全身麻酔下歯科治療が必要な意思疎通困難な
患者とし、i�gel での気道確保の成否は、カプノグラフで波形が検出され
陽圧換気可能なことで成否の判断をした。（結果）i�gel にて気道確保を
行った 7名の医師のうち気道確保に成功したものは 6名で、気道確保に
要した時間は、平均 13.5 秒であった。平均医師経験年数は 21.6 年、気管
挿管経験のある医師は 6名で、最後に行った挿管は平均 6年前という結
果であった。病棟医は 5名、当直勤務のある医師は 3名であった。過去に
緊急挿管が必要な状況に遭遇した医師は 6名、挿管困難症例に遭遇した
経験のある医師は 6名、過去の挿管困難症例では、ファイバー挿管を行っ
た医師が最も多かった。（結論）i�gel を利用した気道確保は、医師の技量
と経験則に左右されにくい事が判明した。i�gel を利用すれば多くの症例
で、短時間で確実に気道確保が出来るため慢性期病院における緊急気道
確保の際に有用なデバイスと考えた。
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O-13-6 KM�CARTが著効した癌性腹膜炎による腹水
貯留の2例

○
や ま ね ひろあき

山根 宏昭、中谷 玉樹、小野 紘輔、花木 英明、倉吉 学、
志々田 将幸、宮本 和明、柴田 諭、池田 昌博、豊田 和広、
貞本 誠治、高橋 忠照

NHO 東広島医療センター 外科

【はじめに】癌性腹膜炎による腹水の貯留は患者のADLを著しく損なう
一因である。癌性腹水は利尿剤による改善が乏しい。細胞成分の多い癌性
腹水に対し有効なKM�CART（改良型腹水濾過濃縮再静注法）を行うこ
とでADL改善を認めた症例を経験したので報告する。【症例】症例 1 60
歳代男性。切除不能胃癌と診断され、化学療法を施行された。診断 7か月
頃から腹水貯留による腹部膨満を認め、ADLの低下を認めた。癌性腹膜
炎による腹水貯留と考え、KM�CARTを施行した。血性腹水 8600ml 採取
し、700ml に濃縮し還元を行った。KM�CART施行後よりADLの改善を
認め化学療法の継続が可能となった。その後も腹水の再貯留を認め、適宜
KM�CARTを行った。症例 2 60 歳代男性。膵頭部癌に対し膵頭十二指
腸切除術を施行した。術後化学療法を行っていたが、術後 10 か月後に再
発を認めた。化学療法を変更するも術後 12 か月頃より癌性腹水の出現が
認められた。初期は利尿剤投与で腹水の改善を認めたが、時間経過に伴い
改善は乏しくなりADLの著しい低下を認めた。癌性腹水に対しKM�
CARTを計 4回施行した。施行後はADLの改善を認め、化学療法の再開
も可能であった。術後 18 か月で死亡した。【まとめ】癌性腹水の貯留は患
者のADLを著しく低下させる。癌性腹水に対しKM�CARTを行うこと
で患者のADL改善のみならず化学療法の再開も可能となった症例も
あった。癌性腹水に対しKM�CART導入は、患者のADLの改善に大き
く寄与すると考えられる。特に早期の導入は化学療法が再開できるなど
の良好な結果が得られた。

O-14-1 オリジナルマッサージを併用した足浴の効
果～足浴バケツ内で実施可能なマッサージ方
法を用いて～

○
つ ど う な お

津藤 菜緒1、荒木 香織2、小泉 友里恵1、沼木 美佳3、
長谷川 奈々2、原田 祐貴4、細田 美月2、山口 恵子1、
吉田 貴恵子1

NHO 東京医療センター 看護師1、国立国際医療研究センター2、
東京女子医科大学八千代医療センター3、東京都立北療育医療センター4

【目的】
オリジナルマッサージを併用した足浴の効果を、局所循環と気持ちよさ
の視点から明らかにする。
【研究方法】
研究デザインは、足浴群と足浴中にオリジナルマッサージを行う併用群
を比較する準実験デザインとし、研究協力者は 18～22 歳の健康な女子学
生 29 名とした。データ収集は、技術実施前後の足背・下腿周囲径値、お
よび研究者が作成した気持ちよさ（身体が温かくなった・リラックスし
た・足が軽くなった）に関する評価スケールの開始 5分後、10 分後、終了
時の得点とした。分析方法は、項目ごとに算出した平均値の差を比較（対
応のある t検定、Wilcoxon の符号付き順位検定）した。統計解析には
SPSS を用い、有意水準は 5％とした。倫理的配慮として、倫理委員会の
承認を得て、協力者に研究参加は自由意思であること等を説明し同意を
得た。
【結果】
足背周囲径では足浴群の技術実施前後には有意差がなく、併用群には有
意差があり（p＜0.05）、併用群が有意に減少した。下腿周囲径では両群共
に実施前後に有意差がなかった。気持ちよさでは 5分から 10 分の変化値
では両群間に有意差があり（p＜0.01）、併用群の変化値が有意に高かった。
10 分から終了時の変化値では両群間に有意差はなかった。
【考察】
局所循環については、足浴の温熱刺激にオリジナルマッサージの摩擦刺
激を加えたことが足背周囲径を減少させ、効果をもたらしたと考えられ
る。さらに下腿周囲の循環を促進するためには、オリジナルマッサージの
実施範囲の拡大や実施時間の検討が必要である。気持ちよさについては、
オリジナルマッサージ施行中の変化値に有意差があり、オリジナルマッ
サージは快の刺激を促進する技術であると示唆された。

O-14-2 呼吸器不全患者と家族の口腔ケアに対する不
安因子の検討～安心の口腔ケア提供のための
取り組み―第2報―～

○
も り た あ い り

森田 愛理1、佐藤 絵理奈1、高橋 俊平1、小鷺 唯1、
羽木 なつみ1、宮本 礼華1、東 咲希1、中山 夕布子1、
落合 明美1、佐合 和美1、鋤崎 文子2、柳瀬 成章2、増井 理恵3、
岡野 智仁4、西井 洋一4、藤本 源4、井端 英憲4、大本 恭裕4、
樽川 智人5、安逹 勝利5

NHO 三重中央医療センター 呼吸器病棟1、
NHO 三重中央医療センター 口腔外科2、
NHO 三重中央医療センター 臨床心理士3、
NHO 三重中央医療センター 呼吸器科4、
NHO 三重中央医療センター 呼吸器外科5

【目的】私たちは第 66 回本学会でNPPV装着患者に対する口腔ケア介入
の工夫を報告した。しかし、NPPV装着患者では既に病状が進行してお
り、口腔ケアへの不安が強いことが多かった。早期に介入することで患
者・家族に安心な口腔ケアを提供することを目的に酸素投与が開始され
た呼吸不全患者と家族の不安因子について検討した。【方法】対象は平成
25 年 3 月～8月の間に当病棟入院中に酸素投与が開始された呼吸不全患
者 12 名と家族 23 名。方法は直接面談式聞き取り調査を施行し、1．酸素
投与をしている現状で口腔ケアを行うことへの不安内容、2．口腔ケアに
対する理解度と思い、の 2点とした。また、鼻カヌラ・酸素マスク・NPPV
などの病状の変化によって、口腔ケアに対する不安内容が異なるかを検
討した。【結果】口腔ケアに対する不安内容の検討では、酸素投与開始時
は原疾患への不安が中心で、口腔ケアの受け入れは良好であった。しかし
状態の悪化とともに、口腔ケア自体が身体に悪影響を及ぼすのではない
かという不安へと変化していた。口腔ケアの必要性の理解度は、酸素投与
方法と関連しなかったが、鼻カヌラ使用例の方が容易に必要性を理解で
きる傾向があった。【考察】今回の検討で、酸素投与開始直後から口腔ケ
アの必要性を説明する「早期介入」の重要性が明らかとなった。口腔ケア
介入が遅くなると原疾患の不安が増悪し、理解はしていても拒否的にな
る事例が認められた。今後は患者の個別性に合わせた説明方法を検討し、
より早期からの口腔ケア導入を目指していきたい。

O-14-3 当院の予防的スキンケアの取り組み～洗浄方
法と保湿ケア、テープの貼り方・剥がし方を中
心に～

○
やまさか と も み

山坂 友美
NHO 相模原病院 看護部 皮膚・排泄ケア認定看護師

【はじめに】褥瘡やスキンケアに関する意識を高め、知識・技術を習得し、
質の高い看護を提供することを目的に平成 21 年に看護部WOC委員会
が発足した。委員会活動開始後も、皮膚・排泄ケア認定看護師へテープや
医療機器、失禁による皮膚障害など同じような相談がどの部署からもあ
り、予防的スキンケアの周知徹底が必要と考えた。そこで、平成 25 年度
に行った洗浄方法と保湿ケア、テープの貼り方・剥がし方を中心とした
予防的スキンケアの取り組みを報告する。【取り組みの実際】取り組み内
容は、1．毎月テープや医療機器、失禁による皮膚障害の現状調査 2．スキ
ンケアに関する標語ポスターの掲示 3．各部署で洗浄方法と保湿ケア、
テープの貼り方・剥がし方の手技や理解度を評価した。【結果】洗浄方法
と保湿ケア、テープの貼り方・剥がし方の評価は、平成 26 年 3 月までに、
全体で 85％以上「できる」となった。皮膚障害の現状は、取り組み開始
時に 1か月で 42 件あったが、取り組み開始後は 1か月に 20 件程度と減
少した。【考察】当院は、リウマチ・アレルギー疾患の基幹医療施設であ
り、ステロイド剤長期投与による皮膚が脆弱な患者が多く入院、来院され
る。また高齢者や化学療法などの治療により皮膚が脆弱な患者も多く、日
常の清潔援助や医療機器の使用時には予防的スキンケアが必要である。
委員会で取り組むことで、どこの部署においても同じ知識と技術を周知
することができた。また、脆弱な皮膚を理解することで、継続の必要性が
周知でき、皮膚障害の減少につながったと考える。今後は、今回の取り組
みでは減少することができなかった失禁による皮膚障害の予防が課題で
ある。
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O-14-4 口腔内環境の改善に向けた取り組み～看護師
の意識、行動の変化～

○
なかじょう ゆ み

中城 裕美、木佐貫 真子、倉山 真衣
NHO 指宿医療センター 看護課

【はじめに】口腔ケアは看護師個人の能力・技術・経験に左右される部分
が多く、患者個々に応じた口腔ケアを十分にできているとはいえない。今
回口腔ケアに関する看護師の意識調査の結果、アセスメント不足が明ら
かとなった。そこで対象別口腔ケアマニュアルやアセスメントシートを
作成・指導し、看護師の口腔ケアに関する意識と実践能力が高まり患者
の口腔内環境の改善がみられたのでここに報告する。【目的】I病院の看護
師が行っている口腔ケアの現状や問題点を明確にした上で口腔ケア方法
を標準化し、口腔内環境のアセスメント、計画立案、実践、評価すること
で患者の口腔内環境の改善に繋げる。【方法】1）研究デザイン：実態調査
2）対象：I病院病棟勤務の看護師 90 名 3）期間：平成 25 年 8 月～平成
26 年 5 月 4）調査方法（1）口腔ケアに関するアンケートの実施（2）患
者の口腔内環境を評価【結果・考察】口腔ケアアンケートの結果、出血が
著明な患者や挿管患者への対応に困難と感じている看護師が多かったこ
とから、対象別口腔ケアマニュアルやアセスメントシートを作成・指導
した。9名の患者にアセスメントシートを用いて口腔内評価をし、一週間
後の再評価で 7名の患者に改善が見られた。口腔ケア方法を標準化する
ことで、看護師の口腔ケアに対しての意識や行動に変化がみられ、さらに
患者の口腔内環境の改善に繋がった。病院全体で質の高い口腔ケアの提
供ができたと考える。【結論】口腔ケア方法を標準化することでスタッフ
全員が統一したケアを行うことができ患者の口腔内環境の改善が見られ
た。

O-14-5 リンパ浮腫療法士による乳房リンパ浮腫軽減
への取り組み―自壊創に対するスキンケアの
あり方―

○
みやもと よ う こ

宮本 陽子、西田 里美、唐原 和秀
NHO 西別府病院 看護課

【はじめに】乳癌などで自壊創のある患者は、創部へのケアの不安から汚
染状態のまま放置しているケースがある。当院はリンパ浮腫治療専門機
関として、自壊創を有する浮腫患者にも専門療法士が積極的に加療して
いる。今回、自壊創を有した潜在性乳がんによる左上肢、乳房リンパ浮腫
に対してのスキンケアが奏功した症例を紹介する。【症例】89 歳女性。平
成 22 年左胸部に原因不明の発赤腫脹があるも、胸部皮膚症状は放置。
徐々に左胸部全体に乳頭状湿疹の自壊が広がる。平成 23 年 1 月当院受
診。2月 22 日入院治療となる。【患肢の状態】推定容積：左上肢 2863ml。
胸部乳頭状湿疹、自壊創多数、粘性の強い汚染痂皮著明。【経過】入院後、
療法士による複合的理学療法（圧迫療法）を開始。左上肢は十分な効果が
得られたが、乳房の圧迫は困難なため、スキンケアと医療ドレナージを重
点的に実施。乳房の粘性痂皮は通常の洗浄程度では取れないため、療法士
が毎日 1時間以上かけマッサージし、汚れを浮き上がらせ皮膚の柔軟性
を取り戻すように丁寧に洗浄と保湿を行い、嫌気性菌汚染に対するメト
ロニダゾーム軟膏を塗布した。粘性痂皮が除去されるとともに胸部皮膚
が柔らかくなり浮腫も著明に改善した。【結果】浮腫改善後 推定容積：
左上肢 1078ml。【結語】汚染等による皮膚コンプライアンスの低下は、毛
細リンパ管の動きを阻害しリンパ液の吸収を悪くする。リンパ浮腫治療
で施行される複合的理学療法の主体は圧迫であるが、乳房など圧迫困難
な部位では、皮膚の丁寧なマッサージ、洗浄と保湿、創処置など、皮膚本
来の働きを取り戻すケアを重視し、皮膚の柔軟性を取り戻すことで、浮腫
改善の効果が得られやすくなる。

O-14-6 歯科口腔外科術後患者の参加型口腔内セルフ
ケア手順の効果

○
すぎもと り さ

杉本 留彩
NHO 熊本医療センター 7東病棟

【目的】歯科口腔外科術後の患者は口臭が強く、舌苔、口腔内に重鎮した
ガーゼ等の細菌が繁殖しやすい状況にある。しかし、術後の急性炎症によ
る疼痛・腫脹・発赤・熱感による苦痛、開口障害や創部を触ることの不
安があり、ブラッシングなど機械的刺激が十分に加わらず、口臭や口腔内
不快感が生じやすい。患者が退院後の口腔ケアを継続して行うためには、
患者教育を行う必要があると考えた。そこで、歯科口腔外科術後の患者参
加型口腔内セルフケア手順（以下セルフケア手順と略す）を作成し、手順
に沿って看護介入した結果を報告する。【方法】1．期間：平成 25 年 12
月～平成 26 年 1 月 2．対象：口腔内のセルフケアができる歯科口腔外科
術後 1～7日目の患者 2症例 3．データ収集方法と分析方法 1）術後、セ
ルフケア手順に沿って指導し、患者が自分で口腔ケアを実施する。看護師
は指導した項目をセルフケア指導手順にチェックする。2）口腔内チェッ
クシートに、患者の状況、口腔内の状態、患者の反応を記録し、口腔内の
写真を撮影し評価する。【結果・考察】セルフケア実施後、口腔内の乾燥
や口臭、食物残渣はほとんどなかった。患者は創部近くをブラッシングす
ることへの恐怖と創痛が強いことから、ケア前に鎮痛剤で疼痛コント
ロールを図り、ヘッドの小さいブラシを使用するなど患者の状況に合わ
せたケアを工夫し、セルフケアの実施に繋がった。また、患者から口腔内
の写真を見せてほしいと、口腔内の清潔に対する関心が伺え、「自分でケ
アができている」との反応もあった。しかし、写真上の経過を見ると、少
量の舌苔が日毎に増加していることから、口腔ケアが十分ではなかった
と考える。

O-15-1 東広島医療センターにおける外国人患者に対
する通訳活動

○
さだとも たかし

貞友 隆、勇木 清、右田 圭介、清水 陽元、桑原 政志
NHO 東広島医療センター 脳神経外科

東広島医療センターには広島大学が地理的に近接している理由から従来
比較的外国人患者が多く見られていた。しかし 2012 年 4 月に東広島医療
センターに産科が開設されて以降、さらに外国人患者の数が増加、これに
伴い医療現場における通訳活動の需要が拡大している。2013 年春から
我々は当院における様々な状況における通訳活動を行ってきたのでその
現状を報告する。統計を取り始めた 2013 年 8 月から 2014 年 2 月までに
行った通訳活動は 33 回に及んでいた。同一疾患、同一症例を除いて集計
すると全 17 症例であり、外来 12 例、入院 5例で外来の方が多くみられ
た。また男性 6例、女性 11 例で、これは産科の症例が多いことを反映し
ていた。また国別にみるとエジプト、ガーナ、インドネシアの順であり、
いわゆる non native speaker の国が多くみられた。受診科では産婦人科、
消化器内科、外科の順で、具体的な通訳内容は医療関係、事務、生活指導
保険、看護であった。具体的には医療関係としては病状説明、手術、麻酔
説明、検査説明、処方説明であり、事務内容としては入院手続き説明、外
来受診手順案内、支払い内容説明であった。また生活指導保険では出産後
生活指導、出生届け説明、各種補助金説明であり看護関連としては看護計
画翻訳、新生児への沐浴指導、人工乳の説明、パス説明などであった。こ
れまでの活動の中で実感された、医療現場で通訳をするに当たって必要
なことは以下の 2点であると思われた。1）多くの語彙、言い回しが必要
であること。2）専門用語でない医学関係の単語を知っておくこと。また、
最も必要とされている内容はやはり、医療行為やその費用に対する可能
な限りの詳細な説明であると思われた。



第 68回国立病院総合医学会 409

O-15-2 当院におけるがん患者家族のための就労相談
の現状

○
き が わ こういち

木川 幸一、金澤 友紀、金橋 美咲、菊地 久美子、
一戸 真由美、加藤 秀則

NHO 北海道がんセンター がん相談支援情報室

【はじめに】平成 24 年 6 月に改定された厚生労働省「がん対策推進基本計
画」では、新たに取り組むべき事項として「がん患者の就労支援」が追加
され、北海道がん対策推進計画においても、がん患者への社会的支援の促
進が明記された。今年の新通知「がん診療連携拠点病院等の整備に関する
指針」おいて、がん相談支援センターの業務に、就労に関する相談（産業
保健等の分野と効果的な連携による提供が望ましい）が新たに加わった。
【目的】当院におけるがん患者家族のための就労相談の開設経緯と成果に
ついて報告する。【方法】当院主催で北海道のがん相談実務者を対象とし
た就労支援に関した研修を平成 24 年度に 1回、平成 25 年度に 2回開催
し、がん患者の就労問題への対応を行ってきたが、就労に関する専門性が
求められることから社会保険労務士との連携を開始した。【結果】当院で
は、平成 26 年 4 月より社会保険労務士による就労相談を開始し、以後平
成 26 年 5 月までに計 13 名の相談を受け入れた。男女比は男 5：女 8、主
治医は当院が 8名であった。相談内容は復職・継続就労に関するものが 8
名と半数以上を占めていた。こうした相談の現状を報告する。【まとめ】
わが国でがんと診断された人の 5年生存率は約 6割に達し、がんは「死に
直結する病い」から「長くつきあう慢性病」に変化してきた。その変化に
伴い、がんの診断や治療のあとも充実した社会生活を実現することの重
要性が一層高っている。なかでも、がん診断を受けた本人や家族の就労問
題は、働くことは収入をもたらすだけでなく、生き甲斐やアイデンティ
ティにも大きく役立つと考える。

O-15-3 病棟コンシェルジュによるホスピタリティ向
上の取り組みについて～選ばれる病院となる
ためのアプローチ～

○
いけぶち ふ み

池淵 芙美、井上 直樹、柳原 育子、大平 志津、宮本 一男
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 管理課

【はじめに】当院は昨年 5月に国立病院機構の 2病院が統合し、689 床の病
院として開院した。建物は免震構造の 7階建で、外壁や院内の随所にホス
ピタルアートを取り入れている。開院に際しては、ハード面の充実のみな
らず院内のホスピタリティの充実を図ることが課題であった。現在では、
病院におけるホスピタリティの重要性は広く認知されているところであ
り、当院においても新しいホスピタリティの取り組みについて検討を
行った。【取り組み】ソフト面でのホスピタリティを向上させ、CS（患者
満足度）を目指す 1つの方法として、医師・看護師といった医療従事者の
他に、患者さんと直接会話したり、療養環境を整える役割を担う担当者の
必要性が検討され、各病棟にコンシェルジュを 1名ずつ配置することと
した。病棟コンシェルジュのコアとなる業務は、患者さんに iPad で食事
メニュー（写真）を見てもらい、朝・昼・夜の食事を選択していただく、
各病室のタオルを交換することであるが、病棟によってはコンシェル
ジュが中心となり、「Xmas イベント」、「退院日にメッセージカードを渡
す」、「書籍や飲料のワゴンサービス」、「アロママッサージ」といったサー
ビスを行っている。【まとめと今後の課題】iPad を用いての選択食や今治
タオルの配布・交換等のサービスは、入院患者さんから大変好評を得て
おり、一定の効果があった。一方でコンシェルジュのモチベーション向上
をどのように図って行くかという課題も見つかった。今後、コンシェル
ジュによる更なるホスピタリティの充実を目指したい。

O-15-4 手作りあかり展「病院 deあかり展」を実施し
て～第2報～

○
お の ざ わ はじめ

小野澤 源1、吉田 誠1、稲澤 淳一1、松坂 真未1、長谷部 尚子1、
立川 美香1、副島 千枝1、藏松 美沙1、蛭田 仁美1、橋田 裕司2、
太田 陽貴2、大谷 みどり3

NHO 千葉東病院 療育指導室1、照明塾2、OZONEライティングアカデミー3

【はじめに】平成 23 年度に下志津病院において手作り明かりの展覧会「病
院 de あかり展」を開催し、病院における心落ち着く空間の確保として一
定の効果を得る事ができた。しかし職員の異動によるノウハウの喪失等
により継続した取り組みには至らなかった。25 年度になり、開催にご助力
頂いた照明塾の橋田裕司氏との話し合いにより再度開催を目指す事とな
り、千葉東病院において第 2回「病院 de あかり展」を開催する事とした
ので報告する。【内容】開催期間は平成 25 年 10 月 6 日（日）～8日（火）
10 時～17 時とし、6日のみ一般公開日とし地域へ開放する事とした。展示
スペースを森と海の 2カ所用意しテーマに合わせた空間演出も同時に行
う事とした。事前にあかり教室を院内職員向けに開催し、病院スタッフの
作品も展示する事とした。継続した取り組みを意識し病院スタッフ、照明
塾それぞれから実行委員を選出し、連絡調整を密に図る事とした。また来
場者に対して前回より詳細なアンケートを実施し意見の収集を行う事と
した。【結果】期間中のべ 654 名の参加があった。展示スペースを 2カ所
用意し空間演出を取り入れた事で、より幻想的な非日常空間を演出する
事ができた。実行委員会を組織したことで、照明塾・病院スタッフの役割
分担が明確になりスムーズな運営につながった。またノウハウの引き継
ぎも同時に行う事ができた。寄贈して頂いた「あかり」は外来などに常設
する事で、親しみやすい雰囲気作りにつながった。今回の経験を活かし次
回を計画すると共に、寄贈して頂いた「あかり」のさらなる有効利用を模
索し、開催期間以外でも継続した取り組みを行いたい。

O-15-5 広島西医療センター公認キャラクター「にっ
しーくん」の効用と限界

○
さいとう て つ お

齋藤 哲夫
NHO 広島西医療センター 療育指導科

2013 年 10 月に広島西医療センター公認キャラクター「にっしーくん」が
誕生した。近ごろ人気のゆるキャラだが、特定の病院そのものに設定され
たキャラクターはまだ少数だと思われる。しかも着ぐるみ、テーマソング
CD、プロモーションビデオ、名刺、Tシャツ、ぬいぐるみ、クリアファ
イル、キーホルダーと関連グッズがこれだけそろい、公認キャラクターと
して院内外で積極的に活動を継続している。その認知度も徐々に上昇し
ており、かなりの人気者となっている。一病院として当初から計画的に話
が進んだのではなく、いろいろな輪がひろがって今日にいたっており、今
後どこまで活躍の場がひろがるか、期待も大きい。しかし一方で病院とい
う機能の中で果たす役割について不明確な点もあり、病院にとってどう
いう存在であることが望ましいのか、検討する時期にきている。今回は活
動を開始して 1年間の様子を紹介し、その効用と限界について述べる。
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O-16-1 看護職員全員への同時期同内容の接遇啓蒙活
動と職員の接遇意識の変化

○
さ こ ん か よ こ

左近 香代子
NHO 刀根山病院 看護部長室

【はじめに】患者が安心・満足する接遇を看護師一人ひとりが理解し共通
認識できることを目標に、接遇プロジェクトを起ち上げた。接遇マナーの
原則「挨拶・笑顔・身だしなみ・言葉使い・態度」を同時期に同内容で看
護職員全員に啓蒙活動を実施し、接遇の意識が変化したので報告する。
【期間】平成 25 年 5 月～平成 26 年 1 月【方法】接遇マナー 5原則とクレー
ム対応、電話対応の 7項目の教示内容・方法を毎月検討し、指導の統一を
図り委員が各部署で実施。その活動の前・中・後の接遇に対する意識を
アンケートにより調査した。【結果】啓蒙活動は 1）出前研修「接遇の基本、
身だしなみ、言葉使い、態度」について動画やパワーポイントを活用し教
材を作成、各部署の委員により同時期同内容で看護職全員に教示、2）「挨
拶・笑顔」の強化月間を設け「笑顔」のポスター、 標語ステッカーを掲示、
3）挨拶「オアシス運動」を毎朝勤務者全員で唱和、4）身だしなみチェッ
クのできる等身大鏡を更衣室に設置、5）言葉使い知識クイズの実施、6）
実践編のクレーム対応の事例検討、電話対応の基本の教示とリーフレッ
ト掲示を実施した。活動前の 4月より、11 月は看護職員の接遇に対する自
己評価は上昇した。活動終了時の 2月は「笑顔・身だしなみ・言葉使い」
は 11 月より下降した。接遇への意識は「変わった」と 7割が感じ、接遇
の取組みは「実行できそう」で、「接遇の必要を感じる」と応えている。
【考察】接遇は、実施者の気持ちが向かなければその行動と継続はできな
い。全職員同時期同内容の継続的な活動は、接遇の共通認識が図れ、相互
の価値観を高め、同じ目標に向かい注意し合える職場風土をつくるきっ
かけになった。

O-16-2 特別メニューを導入して～患者サービスの向
上～

○
あじはら みのる

味原 稔1,2、岩間 百合子2、助川 安子2、中西 誠2、静井 豊2、
小幡 弘之2、小林 聖治2、川部 碧1、高久 美緒1、中野 美樹1

NHO 栃木医療センター 栄養管理室1、キョウワプロテック株式会社 調理師2

【目的】選択食の廃止に伴い、患者サービスの一環として平成 25 年 6 月よ
り月・水・金曜日の昼に常食・常食（産科）・貧血食・学齢児食を喫食し
ている患者を対象に有料の特別メニューの提供を開始した。患者の満足
度を調査する目的で特別メニューを選択した患者を対象にアンケート調
査を実施したので報告する。【方法】平成 26 年 1 月 15 日～3月 31 日まで
の期間、入院中の特別メニューを喫食している患者のトレーにアンケー
ト用紙を載せ、下膳時に回収した。アンケートは「見た目」「味」「量」「満足
度」「金額」の質問項目、要望及び意見を書くスペースを設けた。【結果】
アンケート回収率 93％。「見た目」良い 70％、「味」おいしい 66％、「量」
丁度良い 53％、「満足度」満足 57％、「金額」安い 43％、普通 43％、「次
回も特別メニューを選びたい」が 73％であった。最も人気のあったメ
ニューが厚切り豚かつ、次いでラーメン・餃子、散らし寿司、チェダー
チーズバーガーであった。【考察】「見た目」、「味」、「満足度」、「値段」に
関してそれぞれ評価が高く、調理師と管理栄養士による料理の工夫と試
作を繰り返した事で患者の嗜好により近づいたと考えられた。また特別
メニュー喫食時に病棟訪問も行い、患者の声を聞くことで献立に反映す
ることが出来た。今後も調理師と協力して患者に喜ばれるような特別メ
ニューを考案し、患者サービスの向上に努めていく。

O-16-3 患者・家族に優しい病院を目指して～都城病
院だからこそできること～

○
む ら お こういち

村尾 浩一
NHO 都城病院 事務部 管理課

【はじめに】・患者サービスを向上させるため、患者サービス部会を立ち
上げ退院患者へのアンケート実施、外来や各病棟へのご意見箱の設置を
行っている。これらの意見やサービス部会で検討したことを反映したな
がら、取り組んできたことを発表する。【取り組んだ内容】・院内売店の時
間外、遠方からの付き添い家族の食事を確保するため軽食自販機の設置
・外来の待ち時間調査による、待ち時間の過ごし方の見直し 図書コー
ナーの設置（市の図書館からの寄附）外来患者呼び出しシステムの導入
（PHS貸出）テレビ掲示板による各種情報の提供 ・空きスペースを活用
した多目的ホールの活用 院内シアターの設置 院内フォトスタジオの
設置 患者家族の憩いのスペースの提供 ※院内研修会や打ち合わせ場
所にも利用

O-16-4 「食事をしながら健康教室」～地域の人々との
交流を広げ、健康と栄養に関心を持ってもらお
う～

○
いわさき ち よ こ

岩崎 知代子1、大谷 弥里1、望月 龍馬1、足立 俊行2、
野々村 智子3、中谷 佳弘4、木下 貴裕5

NHO 南和歌山医療センター 栄養管理室1、エームサービス（株）2、
NHO 南和歌山医療センター 地域連携室3、
NHO 南和歌山医療センター 外科医長4、
NHO 南和歌山医療センター 胸部心臓血管外科5

【はじめに】南和歌山医療センターは地域に根ざした医療の提供に努力し
ている。その中で栄養管理部門では平成 24 年 4 月より「食事しながら健
康教室」を定期的に開催し、本年 4月迄に 22 回を迎えている。現在まで
に開催した活動の成果と今後の課題を報告する。【活動の実際および結
果】参加は予約制で、広報は地域連携室が行う。内容は管理栄養士が考え、
新たなテーマに取り組むように努めている。行ったテーマは肝臓病・肥
満・高血圧など一般的なテーマに骨粗鬆症や癌予防、季節に応じ脱水の
予防や風邪とインフルエンザなど 17 のテーマで実施した。講師は管理栄
養士の他に医師、臨床心理士等も行う。提供するテーマ別の料理は全て手
作りで 4月迄に 125 品目、事前打ち合わせと試作を何度も行った。延べ参
加数は 489 名、参加者のアンケート結果では講義の内容について 99％が
「とても良い」「良い」と回答。食事の内容では 84％が「とても美味しかっ
た」「美味しかった」と回答した。延べ参加人数の 35％は当院の受診歴の
ない方であった。リピーターが多く、「醤油をかける量が減った」「野菜を
食べるようになった」などの声もある。この教室を経て好評であった料理
は入院患者にも提供されており、そのため委託給食との間で食事提供に
関して協議する事も多くなった。【考察】開始時は手探り状態で始めた健
康教室であるが、回を重ねるにあたり参加者からの要望や意見を参考に
内容の充実も図れている。併せて委託給食も含めた栄養管理室の業務に
対するモチベーションアップにも繋がった。今後も多くの地域住民に有
用な栄養に関する知識や情報を提供していくことが課題である。
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O-17-1 災害対策に対する職員意識調査

○
ご と う か ず や

後藤 一也
NHO 西別府病院 診療部

【目的】NHO多施設共同研究「障害者病棟を持つ病院の災害対策マニュア
ル整備のためのガイドライン作成」研究班では研究参加施設の全職員を
対象に「災害対策に対する職員意識調査」を実施した。調査結果を報告し
課題について考察した。【方法】調査は研究参加 19 施設の全職員を対象と
した。災害への意識、参集、マニュアルに関する 9項目と年齢、性別、職
種と合わせた選択肢からなる調査で、施設ごとで実施し研究代表施設で
集計し、調査項目ごとに施設間や職種間の比較を合わせて分析した。【成
績】回答は 19 施設合計 6418 人から得られた。結果は以下のとおり。1．
地震を意識している 66.8％，2．建物被害の発生は震度 5で 47.3％、震度
6で 16.6％、3．地震発生時の行動イメージができているもの 48.8％、4．
施設の防災マニュアルを見たことがある 52.6％、5．全職員参集基準を
知っている 30.2％、6．防災訓練への積極的参加 26.1％、7．発災時参集可
能 48.4％、8．交通や家族の事情による参集困難、9．参集について家族と
協議している 33.0％。職種別での比較では災害への意識、防災訓練に対す
る取り組みなど職種間で明らかな差はなかったが施設の防災マニュアル
を見たことがあるがないを上回っていたのは看護職のみであった。施設
間で比較すると調査項目全体として東日本や震災発生想定地域の施設に
おいて上記で紹介した数値が高かった。【結論】調査結果から職員の災害
に対する意識、マニュアルや参集に関する周知、実態など様々な課題が示
された。災害対策マニュアル整備のためのガイドラインにおいて施設の
状況把握や職員教育、理解なども重要な項目となる。

O-17-2 災害看護教育について～災害専任看護師とし
ての活動～

○
こ う づ しげる

江津 繁、岡地 千佳、長田 恵子
NHO 災害医療センター 救命病棟

【はじめに】災害専任看護師として、院内外の災害看護教育、研修、訓練
に多く関わっている。それらの関わりから、災害専任看護師として災害看
護教育に関する役割、今後の活動を見出したので報告する。【目的】災害
専任看護師として災害看護教育に関する役割、今後の活動を見出す。【倫
理的配慮】個人が特定できないよう配慮した。【方法】期間：2013 年 3
月から 2014 年 4 月。対象者：災害看護研修・災害訓練参加者、災害看護
研修・災害訓練指導者。調査：研修・訓練後に参加者・指導者の意見を
聴取した。【結果】参加者からの意見としては、患者に対する配慮・気配
りが欠如してしまった、救護所活動の理解が不足していたなどの点が挙
がった。指導者からの意見でも、患者に対する配慮・気配りが欠如してい
たという点があがった。【考察】災害看護研修・訓練では患者に対する細
かな配慮が欠けてしまう事が多いことが分かった。しかし、通常業務の中
では、当たり前に実践されている事ばかりである。災害時に実践できない
要因としては、災害看護は特別なものという認識が多い事、看護師が平常
心を保てない事などが考えられる。災害看護と日常の看護を結びつけ、日
常の看護を実践できるような教育・関わりが必要であると考える。【まと
め】災害専任看護師として、災害研修・訓練の各場面において日常の看護
に例えたフィードバックを行い、災害看護と日常の看護を結びつける事、
また、看護師の視点だから気付く事を伝えていく事が災害看護教育に関
する役割であり、また、今後の活動であると考える。

O-17-3 国立病院機構と災害拠点病院を対象とした災
害医療従事者研修

○
つ る わ み ほ

鶴和 美穂、市原 正行、近藤 久禎、小井土 雄一
NHO 災害医療センター 臨床研究部

【はじめに】災害医療に関する研修はDMAT研修をはじめ様々な研修が
全国でおこなわれているが、院内災害対応について学べる研修の場は少
ない。当センターでは国立病院機構と災害拠点病院を対象として、院内災
害対応、院内災害対策に関する災害医療従事者研修を実施した。【研修内
容】研修期間は 3日間、受講対象者は医師、看護師、事務、薬剤師、放射
線技師などの院内災害対策に関わっている職員とした。研修は講義とシ
ミュレーション演習から構成され、「災害医療概論」「地震学」「トリアー
ジ」「通信（衛星電話、トランシーバーの使用方法）」「災害時の院内初動」
「多数傷病者受け入れ」「入院患者の対応と病院避難」「被災地への医療
チーム派遣」「避難所の評価」「本部運営」といった内容で実施した。最終日
には総括として、発災直後からの院内初動（本部立ち上げ、病棟や外来で
の患者対応など）についての演習をおこない、 理解を深める内容とした。
【研修結果】平成 25 年度は 3回実施し、合計で 48 病院から 242 名の受講
生を受け入れた。受講後のアンケートでは、研修内容について「価値あり」
「極めて価値あり」との回答が全回答の 99.6％あり、研修の必要性につい
ては「必要」「必須」との回答が全回答の 83.6％という結果であった。【考
察と結語】今後起こりうる地震では東日本大震災よりも甚大な被害が生
じる可能性があり、被災地外からの支援が遅れることも想像される。今後
の災害対策を考えるうえで病院自身の自助力を高めることは重要であ
り、アンケート結果も踏まえて、院内災害対策強化の一助となる災害医療
従事者研修を今後も取り組みたい。

O-17-4 災害時対応のシミュレーション―看護師の危
機管理の知識習得と意識向上を目指して―

○
なかがわ みちひろ

中川 路洋、松本 江里子、小川 歩、吉浦 真由美、江藤 香織、
倉本 昭子、木下 日出美

NHO 長崎病院 2病棟

【目的】近年、東日本大震災を機に災害に対する危機管理意識の向上が求
められる。災害はいつ起きるか予測できない為、看護師は災害に対して高
い意識を持ち、臨機応変に対応できる能力や知識を身につけなければな
らない。そこで災害発生時の初期対応に焦点を当て勉強会、シミュレー
ションを行い、危機管理の知識習得と意識向上を図った。【対象】病棟看
護師 19 名【方法】1．マニュアルの初期対応に関する勉強会 2．シミュレー
ションの実施 3．勉強会・シミュレーション前後で危機管理の知識に関す
るテストを実施 4．アンケートによる意識調査【結果】勉強会前のテスト
は 57.5 点で、勉強会後は 84.7 点と上昇した。シミュレーション参加者 7
名は 89.1 点とさらに上昇した。「実際に行いイメージがついた」「行動する
ことで確認項目を覚えられる」との意見があった。意識調査では、18 名が
勉強会は役に立ったと回答。シミュレーションについて、参加者全員が役
に立ったと回答。3名のスタッフが災害時対応について関心が高まったか
の問いに、どちらともいえないと回答。理由として今回の内容では不十
分、定期的な実施が必要との意見があった。【考察】勉強会・シミュレー
ション前後のテストを比較すると正答率が上昇し、シミュレーション参
加者はさらに上昇したことから、具体的に災害発生時の行動を思い描く
ことができ、漠然とした知識だったものがシミュレーションを通して具
体化されたと考える。今後もシミュレーションを継続し、より実践的なマ
ニュアルへの改訂を行い、実働訓練を実施する必要がある。【結論】災害
発生時初期対応についての勉強会・シミュレーションは、スタッフの知
識・意識向上に有効である。
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O-17-5 地震発生時の対応の見直しによるアクション
カードの作成

○
き く ち ま き

菊池 真貴、佐藤 千春、斉藤 祐、菅原 京子、菅野 美亨、
橋本 歩希、千葉 洋子

NHO 仙台西多賀病院 南3－2病棟

【目的】
A病棟は、主に筋ジストロフィー患者が入院しており、入院患者 39 名の
うち 26 名が人工呼吸器を使用している。今回、独自のアクションカード
を作成し、地震発生時、スタッフが迅速かつ的確に対応できるよう、デモ
ンストレーションを実施する。
【方法】
期間：承認日～H25 12 月
対象：A病棟看護師 25 名・療養介助員 10 名
研究方法：地震発生時の対処方法についてアンケート調査を実施。当院
の災害マニュアルを基にアクションカードを作成し、デモンストレー
ションの実施・アクションカードの修正、事後アンケート調査の実施。
データ収集方法：アンケート調査
データ分析方法：対処方法に対する不安尺度を順序尺度（サーストン法）
6段階で表す。
倫理的配慮：匿名性を確保し、統計的に処理することを書面で説明し、回
答を持って調査協力の同意を得た。
【結果】
アクションカード作成前のアンケート調査では、優先順位や観察項目な
ど、スタッフ各自の考えで行動をしていたことがわかった。アクション
カードを作成し、デモンストレーションを全スタッフに 3回実施した。そ
の結果、患者の安否確認、人工呼吸器の作動状況確認が確実に、かつ、重
複することなく実施され、初動対応が速やかに出来るようになった。
また、不安尺度の調査結果では、事前アンケート時平均 3.0 であったが、
デモンストレーション実施後 1.75 に減少し、スタッフの不安軽減となっ
た。
【結論】
1．アクションカードの導入は、災害時の対応方法を統一・効率化し、ス
タッフへの不安・負担を軽減することに有効である。
2．アクションカードを用いたデモンストレーションは、スタッフが災害
時の対応方法を理解する機会になり、有効である。

O-17-6 広域災害救急医療システム（EMIS）の改定と国
立病院機構における活用

○
こんどう ひさよし

近藤 久禎、小早川 義貴、河嶌 譲、鶴和 美穂、近藤 祐史、
高橋 礼子、小井土 雄一

NHO 災害医療センター 臨床研究部

【背景】災害時、各医療機関の能力を最大限に発揮するためには、情報の
共有が必要である。阪神淡路大震災以降、その役割を果たすために広域災
害救急医療システムが整備されている。今回、東日本大震災の教訓を踏ま
え、今般、システムの改定が行われた。その改定が国立病院機構としてど
のように活用できるか検討した。【方法】EMIS の具体的な改定項目は、
1．病院の被害状況をより具体的に、詳細に入力できるようにすること、
2．医療ニーズ情報を病院だけでなく、診療所、現場、避難所などにも拡
大すること、3．医療支援情報をDMATだけでなく、救護班にも拡大する
こと、4．医療の指揮系統を明示すること、5．医療ニーズと医療支援情報
を地図や一覧表の上で、一元的に視えるようにすることとした。この改定
項目を基に、国立病院機構としての活用について検討した。【結果】病院
の被害をより詳細に把握することができるようになることは、被災地の
国立病院機構の病院を支援する際に活用可能である。また、医療班を派遣
する際においても、その情報を整理するうえでも役に立つものである。医
療班の活動においても避難所の情報が共有されることは有用である。ま
た地図や一覧表で情報が一元化されることは国立病院機構にとってのみ
ならずすべての医療機関において有用である。【考察】今回の改定は、国
立病院機構の災害医療活動にとっても活用可能であることが示唆され
た。これらの改定について、国立病院機構災害医療従事者研修や初動医療
班研修を通じて国立病院機構の災害医療関係者に周知することが今後の
課題となるものと考えられる。

O-18-1 当院における脳神経外科専門医研修の取り組
み

○
みやはら こうすけ

宮原 宏輔、市川 輝夫、岡田 富、谷野 慎、瓜生 康浩、
畑岡 峻介、田中 悠介、鈴木 幸二、藤津 和彦

NHO 横浜医療センター 脳神経外科

脳神経外科対象疾患に対する治療法が細分化，専門化へとシフトするな
かで，これからの脳神経外科医は従来の顕微鏡手術のほかに，内視鏡手
術，血管内手術，脊髄末梢神経手術，放射線手術，化学療法などの多彩な
専門分野に取り組んでいく必要がある．本治療を担うための脳神経外科
専門医資格（医師免許取得後 7年目に試験）を得るためには，日本脳神経
外科学会が認定した基幹施設において所定の研修プログラムを経なけれ
ばならない．手術技術の習得は経験症例数に依存することが多いが，これ
に乗じるさまざまな係数によって修練医師の資質には差異が生まれる．
したがって当該施設には専門医として具有すべき知識量，質を担保した
研修プログラムを履行，継続していくことが求められる．（大学病院以外
では数少ない）本学会認定基幹施設のひとつである当院での専門医研修
の現状，これからの課題について述べる．

O-18-2 初期臨床研修の行動目標を達成するための工
夫

○
しまさき あ け み

嶋崎 明美、森内 ルミ子、平岡 紀代美、橋本 奈美
NHO 姫路医療センター 内科

【緒言】臨床研修指定病院の当院では、医療者に必要な基本態度である患
者医師関係・チーム医療・安全管理の行動目標を達成するため、イン
フォームドコンセント・緩和ケア・医療安全の各研修会参加を初期臨床
研修医（以下、研修医）の義務とした。さらに、研修医対象のオリエンテー
ション・記録研修に他職種が関わる工夫をしてきたので報告する。【方
法】4月のオリエンテーションには講義・技術実習の他、病棟での看護助
手体験、調剤実習などの実地研修を取り入れている。また、当院独自の記
録研修として「カルテ勉強会」を 5月に、「模擬カルテ開示」（カルテ開示
のロールプレイ）を 9月に行ってきた。これらについて研修医の感想をま
とめた。【結果】オリエンテーションには、「医師と違った視点からの患者
さんへの配慮を学べた」、「病院がうまくまわっているのはコメデイカル
の協力があってこそ」、「医師の指示漏れがどれだけ業務に支障をきたす
かわかった」、「化学療法は一つ間違えると大事故につながると身にしみ
た」などの感想が得られた。記録研修の感想には、「カルテが公共物であ
ると良くわかった」、「記載の重要性を改めて感じた」、「患者・家族の立場
に立って考える良い機会になった」などがあった。【考察】各職場で実地
研修することは、各職種の仕事を理解することによるチーム医療の推進
と、幅広い視点を持った医師の育成に貢献すると考えられる。記録研修で
は患者医師関係のあり方、インシデント防止における記録の重要性、医事
紛争対応について学び、診療情報管理士と接する機会ともなっている。研
修医の感想から、これらの工夫が行動目標達成の一助となっていると推
察できた。
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O-18-3 当院のシミュレーショントレーニングの活動
報告

○
お ざ わ あ き こ

小澤 章子、今津 康宏、加藤 良雄、三浦 美和子、梅本 琢也
NHO 静岡医療センター 麻酔科・集中治療部

【はじめに】静岡県地域医療再生事業の一環として、院内にメディカルス
キルアップセンターを開設した。【活動報告】（1）心肺蘇生、外傷対応（平
成 19 年から各々 120 回、32 回）、困難気道確保、経食道心超音波診断など、
（2）ふじのくに初期臨床研修医合同研修（4回）：静岡県東部の多施設合同
セミナー、（3）こころざしセミナー：静岡県主催。医学部志望の高校生が
心肺蘇生、感染防御、腹腔鏡下胆嚢摘出術のシミュレーションを体験し
た。【成果】（1）セミナーの定期開催が実現（2）インストラクターが増加
（ICLS : 10 名、JPTEC : 9 名）（3）臨床工学技士の活躍（4）シミュレーショ
ントレーニングの重要性に気づく：手術室、集中治療室の看護師の試み
【課題】（1）内容の充実、進化：（a）インストラクターの質の維持：受講生
もインストラクターも「楽しく！」―インストラクションの研鑽（デブ
リーフィング、プラスデルタ、GAS）、（b）受講生のレベルの統一、「入口
と出口」をそろえるための「テストとOSCE」の必要性、（c）臨床に活か
す―「仏像作って、魂いれます」：シナリオの充実、Skills＋Non Technical
Skills の習得は必須、（2）マンパワー：院内外の「仲間」を増やす、（3）リ
アルタイム超音波ガイド下CVCトレーニングを計画中【まとめ】今後、
シミュレーショントレーニングの需要は確実に増していく。トレーニン
グには型を覚えるものもあれば、思考過程を表現し理解度を確認したり、
受講生の気づきを掘り起こすためのものもあり多岐に渡る。受講生と共
に学び充実した時間を過ごすためには、セミナーのブラッシュアップ、十
分な事前準備と目的に応じたインストラクションの習得が重要となる。
皆で楽しみながら行っていきたい。

O-18-4 外科後期研修医に向けた実践的腹腔鏡手術シ
ミュレーショントレーニングの試み

○
にしはら ゆういち

西原 佑一、磯部 陽、菊池 弘人、川口 義樹、大住 幸司、
徳山 丞、浦上 秀次郎、石 志紘、島田 敦、松井 哲、大石 崇

NHO 東京医療センター 外科

近年，鏡視下手術は有用な低侵襲手術として認知されはじめ、各分野で急
速に導入されつつある。若手外科医が最初に行う手術が鏡視下手術であ
る場合もあり、手術の安全性や手術の質を確保するため、若手外科医に対
する手術手技トレーニングや術前シミュレーションも非常に重要となっ
てきている。当院では外科後期研修医対象をとしたブタ腸管を用いた腸
管吻合トレーニングやボックス型腹腔鏡手術シミュレーターを用いた結
紮・縫合トレーニングを定期的に行っている。しかし実際の手術環境に
即したトレーニングとしては大型動物（ブタなど）を用いたwet lab しか
なく，費用や倫理面の問題に伴う回数・人数制限もあり、頻回に行うこと
は困難である。そこで我々は腹部CT画像データから 3Dプリンターによ
り造形した腹腔鏡手術トレーニング用 3次元骨盤モデルを試作し、より
実際の手術環境に即した腹腔鏡手術トレーニングツールを開発した。腹
腔鏡手術の中でも手術操作の難易度が比較的高い腹腔鏡下鼠径ヘルニア
モデルを用い，術者および助手の 2人で行う術前シミュレーショント
レーニングを行った。より実際の手術環境にさらに近づけるためトレー
ニングは手術室で行い，手術で実際に使用する内視鏡も用いた。その結
果，術者と助手の双方がコミュニケーションをとりながら実際の手術環
境により近づいた実践的トレーニングを実施することができ，learning
curve の短縮や手術の質の向上が得られる可能性が示唆された．今後は他
臓器にも対象を広げ，腹腔鏡手術を安全に提供できる環境を創造してい
く予定である．

O-18-5 当院医療教育部における初期臨床研修医募集
にかけた取り組み～フルマッチしない時代か
ら県内倍率一位に至るまで～

○
か ね こ ひ ろ し

金子 礼志1,2、柳内 秀勝1,2、早川 達郎1,3、本田 和弘1,2、
酒匂 赤人1,2、田中 聖1,4,5、佐野 浩士1,4、塚田 和美1,3、上村 直実1

国立国際医療研究センター国府台病院 医療教育部1、
国立国際医療研究センター国府台病院 統合内科2、
国立国際医療研究センター国府台病院 精神科3、
国立国際医療研究センター国府台病院 事務部 管理課4、
NHO 千葉医療センター 事務部 企画課5

卒後研修医の教育・人材育成は、診療、研究とならぶ重要な使命である。
当院は平成 20 年精神神経科主体の総合病院から一般科を中心とする総
合病院へと移行し、平成 22 年独立行政法人化した。精神科 140 床、一般
科 287 床、計 427 床からなる総合病院であり、ナショナルセンターとして
の肝炎・免疫研究センターがある。当院での初期臨床研修医応募者数は
募集定員 10 名に対して、平成 22 年度わずか 13 名（マッチング該当者数
5名）であったが、平成 26 年度は 43 名の応募のフルマッチとなり、県内
一位の倍率となった。教育研修棟の新築などハード面での充実も応募者
数の増に寄与したと考えられるが、病院幹部、事務部門、指導医からなる
医療教育部が、研修医採用について戦略的に行ってきたことも応募者数
増につながったものと自己分析している。広報活動としてはホームペー
ジの更新、雑誌広告で若手医師の声の掲載、民間のイベントへの参加など
に取り組んだ。研修医採用面接日は複数回もうけ、各回 7、8名の面接官
が同時に面接するシステムをとった。これにより病院が求める人物の共
通認識をもつことが可能となった。卒後研修プログラムの例として、統合
内科を呈示する。各専門性のある内科指導医が、連日密に連携すること
が、患者の総合診療のみならず研修医教育にも活かされている。新・内科
専門医制度にもマッチした卒後教育システムといえる。当院の看板診療
科である精神科、児童精神科、心療内科のみならず、統合内科への病院見
学者数も増え、同科の年間見学者数は平成 22 年度 15 名から、昨年度は 91
名となった。以上、医療教育部の研修医採用に関わる活動について具体的
に呈示する。

O-18-6 初期研修医のための鎮静セミナーを開催して

○
お ざ わ あ き こ

小澤 章子、今津 康宏、雪平 基子、梅本 琢也
NHO 静岡医療センター 麻酔科・集中治療部

【はじめに】鎮静（セデーション）は、手術や処置（歯科など）だけでな
く、内視鏡やカテーテルといった侵襲的な検査やCT、MRI などの非侵襲
的検査でも行われ、需要が増している。ほとんどが問題なく終了するが、
呼吸や循環が抑制され「ヒヤリ」とする光景は、実は各施設で発生してい
る。米国では鎮静の事故が多数発生し、米国麻酔学会は 2002 年に「非麻
酔科医による鎮静�鎮痛に関する診療ガイドライン」を発表した。日本医
学シミュレーション学会は 2010 年にこのガイドラインに基づいたシ
ミュレーションコースを開発し、現在まで活動を行ってきた。今年、ふじ
のくに地域医療支援センターの後援で初期研修対象の鎮静セミナーを開
催した。【内容】静岡県東部地域の 10 名の研修医が受講した。安全な鎮静
を行うことを目的とした 3時間のコースで、講義、カードディスカッショ
ン、緊急時気道管理方法、シミュレータを用いたシナリオトレーニングで
構成されている。獲得目標は（1）鎮静は全身麻酔に準ずることを知る
（2）施行前の患者状態の把握の重要性を知る（3）施行中の観察と緊急気
道確保の準備の重要性を知り、手技を習得する（4）施行後の覚醒の確認
と観察の重要性を知ることである。受講生には、内容、時間ともに大変に
好評であった。【まとめ】医療の進歩により、高齢者、合併症を有する患
者が高度で複雑な治療や検査を受けられるようになった。患者の個別性
が高まり薬剤に対する反応も様々で管理は難しく、想定外の呼吸抑制を
呈し悲惨な結果となった事例が報告されている。初期研修医の時期に、
個々の患者に合わせた安全で適切な鎮静と鎮痛を学ぶことは、彼らの将
来において非常に重要と考える。
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O-19-1 総合診療科における診療看護師（JNP）の研
修～臨床推論のスキルを高めるために～

○
しょうやま ゆ み

庄山 由美1、和泉 泰衛2、安達 杏菜1、大野 直義2、猿渡 千恵3、
豊田 恵美4、松岡 陽治郎3

NHO 長崎医療センター 診療部（JNP）1、
NHO 長崎医療センター 総合診療科2、
NHO 長崎医療センター 臨床教育センター3、
NHO 長崎医療センター 看護部4

厚生労働省「チーム医療推進会議」において、医師の包括的指示に基づき
患者のQOLの向上のために特定の医行為も実施することができる「特定
行為に係る看護師の研修制度」が始まり、大学院修士課程修了後に臨床研
修が実施されている。国立病院機構で働く診療看護師は JNP（Japanese
Nurse Practitioner）と総称され、国立病院機構病院で臨床研修が開始され
ている。
長崎医療センターでも平成 26 年度より 4名の JNPが統括診療部配属と
なり、「総合診療科」及び「救命救急センター」を 6－9か月ローテーショ
ンすることを必須とした 2年間研修プログラムが開始された。
総合診療科の研修では特に臨床推論のスキルを高めることに重きが置か
れている。臨床推論とは病態生理に基づき、様々な特性を有する患者と疾
病の関わりを理解することで、医師の包括的指示に基づいて診療を行う
JNPにとって、医師が普段から行っている臨床推論に基づいた診療を理
解することは必須である。研修医と同様に入院患者や外来患者を担当し、
問診、診察、各種検査オーダー、治療内容について主治医と相談し診療に
参加している。医師とともに行う担当患者のプレゼンテーションや症例
カンファレンスでのディスカッションは、医師が普段行っている病態生
理に基づいた思考過程を理解する良い機会となっている。大学院で理論
を学んできた我々 JNPにとって、総合診療科における研修は良き臨床推
論のスキルを高めるための実践的な修練の場となっている。
今回、我々 JNPの 6 か月間の総合診療科での活動を報告し、臨床推論の
スキルを高めるための研修内容について考察する。

O-19-2 診療看護師（JNP）による血液培養のコンタミ
ネーション防止策の活動の実際

○
ちゅう まさゆき

忠 雅之、菊野 隆明、田村 浩美、松村 美絵、平田 尚子、
濱 厚志、森 伸晃、柏倉 佐江子

NHO 東京医療センター クリティカルケア支援室

当院の救急科は二次・三次救急患者に対応し、外因性・内因性を問わず
診療し、重症患者が多くを占める。内因性重症患者のなかには敗血症患者
も多く認められる。敗血症は感染症における全身性の炎症性反応と定義
される症候群の一つである。敗血症は ICUにおける最も一般的な死亡原
因の一つであり、重篤な敗血症と敗血症ショックによる死亡率はそれぞ
れ 32％、54％と非常に高いと言われている。敗血症管理においては血液
培養結果に基づいた早期からの適切な抗菌薬療法が重要であり、血液培
養検査は超急性期 6時間以内に優先的に実施すべき処置である。血液培
養採血は、当院では看護師が実施することが多いが、救急部門は、敗血症
患者も多く、生命と直結する可能性も高いので特に迅速かつ確実な手技
が求められる。
東京医療センターでは 2012 年から診療看護師を採用しており現在 8名
が在籍している。4名が救急科、1名が外科に所属し、今年度採用の 3
名は研修中である。救急科所属の診療看護師は、一次から三次の患者の初
療に携わる場面が多い。その初療の中で血液培養採取も重要な検査項目
の一つである。
今年から診療看護師が ICTと連携し、看護師に対して血液培養採取方法
に関する講習、ほか血液培養採取方法のDVD作成などに取り組み始め
た。院内の血液培養採取のコンタミネーション率を今年と昨年とを比較
し、診療看護師による看護師教育の効用について検討して報告する。

O-19-3 救急部門における診療看護師（JNP）の活動の
実際

○
はま あ つ し

濱 厚志、菊野 隆明、田村 浩美、忠 雅之、松村 美絵、
平田 尚子

NHO 東京医療センター クリティカルケア支援室

2013 年東京医療保健大学大学院高度実践看護コースを修了し、診療看護
師として東京医療センターにおいて、初期臨床研修医と同様のプログラ
ムで救急科・総合内科・外科を 4ヶ月間毎にローテーションしながら初
期研修を行った。各科の研修では、患者を入院から退院までを担当し、問
診、身体診察、画像診断、医行為を指導医のもと実施した。その中で、各々
の病態に応じた診断、治療について数多くの知識や技術を習得すること
ができた。本年度から救急科所属の診療看護師として、主に救急外来にお
いて受診、搬送される患者の初期対応を行っている。平日は救急外来に搬
送される二次救急患者を担当し、休日は二次救急患者に加え、独歩で来院
する一次救急患者にも診療チームの一員として初期対応を行っている。
また、多様化する患者のニーズに合わせ、診療看護師には看護師と医師と
の双方の視点を合わせもつことで、よりよいケアを提供することが期待
されている。そのため、救急外来の業務に加え、集中治療室において看護
師と協働し患者の病態などについて情報を共有し、ケアの提案・実践な
どを行っている。今回、救急部門での診療看護師の活動の現状と課題を報
告する。

O-19-4 救命救急センターにおける診療看護師
（JNP）―6か月間の臨床研修を終えて見えて
きたもの―

○
ほ ん だ か ず や

本田 和也1、高山 隼人2、津野崎 絹代1、日宇 宏之2、
増田 幸子2、猿渡 千恵3、豊田 恵美4、松岡 陽治郎3

NHO 長崎医療センター 診療看護師1、
NHO 長崎医療センター 救命救急科2、
NHO 長崎医療センター 臨床教育センター3、
NHO 長崎医療センター 看護部4

国立病院機構では医師の包括的指示の下、患者の診療に関わる新たな職
種として診療看護師（以下、JNP）を認証している。JNPは、大学院で学
んだ病態生理の理解に加え、臨床で必要なエビデンスに基づいた実践的
知識、能力を学ぶ必要がある。
長崎医療センターでは平成 26 年度より入職した 4名の JNPに対し、救
命救急センター、総合診療内科、麻酔科、小児科、形成外科をローテーショ
ンする卒後研修プログラムを設け、本年度 4月より研修が開始された。
救命救急センターの研修では特に医学的処置の習得や救急患者の重症度
や緊急度の判断能力を高めることに重きが置かれている。医師の包括的
指示の下活動する JNPにとって、侵襲を伴う医学的処置を安全に遂行す
るために、単に手技を学ぶだけでなく、手技の適応と合併症に対する対応
について習得しておくことが重要となる。また、救急患者の重症度や緊急
度の判断は、即時性が要求されるので、的確な診察能力と病態の理解に日
頃より努めておかねばならない。救命救急センターでの研修は、単なる手
技の習得や救急現場で臨床経験を積むということよりは、カンファレン
スにおけるディスカッションや指導医との対話を通して、ある程度自律
した判断が出来る能力を修得することがゴールとなると考える。当院の
救命救急センターは長年の研修医教育において培った教育に関する多く
のノウハウを持ち合わせ、我々 JNPにとっても救急医学全般の知識や能
力習得の格好の機会を提供してくれている。
今回、6か月間の救命救急センターでの研修内容を報告するとともに、私
たち JNPが救命センターで何を習得し、それをどのようにすれば救急の
現場で活かすことができるかについて考察する。
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O-19-5 JNPが医師カンファランスに参加する意義

○
つ の ざ き き ぬ よ

津野崎 絹代1、高山 隼人2、本田 和也1、日宇 宏之2、
増田 幸子2、猿渡 千恵3、豊田 恵美4、松岡 陽治郎3

NHO 長崎医療センター 診療看護師1、
NHO 長崎医療センター 救命救急科2、
NHO 長崎医療センター 臨床教育センター3、
NHO 長崎医療センター 看護部4

長崎医療センターでは平成 26 年 4 月より 4名の診療看護師（Japanese
Nurse Practitioner 以下 JNP）が入職した。2年間の研修期間が設けられ
ており、現在は救急救命センターで研修を行っている。緊急時の対応や手
技に関する研修は勿論のこと、医師向けのカンファランスやセミナーに
も積極的に参加しており、これが JNP研修に与える効果について述べ
る。当院では、JNPの研修として、「初期診療実践セミナー」や「CPC」へ
の参加が奨励されている。「初期診療実践セミナー」は週に 1度行われ、
実践的な知識・技術について専門の医師や 2年次研修医による講義が行
われる。「CPC」では担当の研修医と指導医が、病理解剖症例を提示し、
病理医をまじえ、参加者と討論が行われる。これらのカンファランスは対
象が医師・研修医であるが、我々 JNPにとっても、ディスカッションを
通して、医師のリアルタイムな思考過程を垣間見ることができ、臨床推論
能力を鍛える格好の場となっている。医師の包括的指示に基づいて診療
を行う JNPにとって、医師の意志決定の根拠となる思考過程を追認する
ことは重要である。当院では、これらの他にも、cancer board をはじめ、
多くのカンファランスやセミナーが常時開催されており、可能な限り参
加するようにしている。そこで交わされる討論は活発で、新たな知識を得
るのみならず、知的好奇心が刺激され、より深く学ぼうという気にさせら
れる。このこともカンファランスの大きな効用のひとつと思われる。

O-19-6 研修医教育で培ったノウハウを活かした診療
看護師（JNP）研修の導入

○
さるわたり ち え

猿渡 千恵1,2、岳藤 美佳1、吉田 真澄1、岡元 純1、豊田 恵美2、
松岡 陽治郎1

NHO 長崎医療センター 臨床教育センター1、
NHO 長崎医療センター 看護部2

国立病院機構では医師の包括的指示の下、患者の診療に関わる新たな職
種として診療看護師（以下、JNP : Japanese nurse practitioner）を認証し
ている。JNPは臨床で必要な実践的知識、能力を学ぶ必要があり、そのた
めに、NHOは研修病院を指定し卒後研修を担わせるとしている。長崎医
療センターは本年度、診療看護師研修病院の指定を受け、4月より、初め
て 4名の診療看護師（JNP）の研修を受け入れた。導入に際して、研修医
教育において蓄積したノウハウが役立ったので報告する。当教育セン
ターは、医師のみならず、看護師他コメディカル、医学生をはじめとする
学生の教育・研修を広く統括し、企画・実施している。その核となるの
が、40 年に及ぶ臨床研修医教育の経験に培われた研修・教育の多大なノ
ウハウの蓄積である。医療系の教育は理念を共有しており、教育のための
組織・運営にも共通点が多い。今回、研修導入に際し、JNP研修管理運営
委員会を設置し研修に係る全ての事項について審議している。審議内容
を受け、教育センターが中心となり、JNP実地研修実施要領や診療プロト
コールの作成の取りまとめ、広報活動などを行った。研修管理運営委員会
を中心とした研修管理体制は臨床研修医のシステムをほぼそっくり踏襲
したものである。JNPと臨床研修医の研修管理体制を対比し、類似点、相
違点を示し、臨床教育に関するノウハウが円滑な研修導入にどのように
活かされたかについて述べる。

O-20-1 当院における糖尿病透析予防指導の有効性の
検討

○
ながしま み さ と

長嶋 美里1、中嶋 真1、稲垣 美恵1、米澤 佳世1、奥山 つぎ子1、
荻原 克子2、田中 征雄3

NHO 信州上田医療センター 看護部1、
NHO 信州上田医療センター 栄養科2、NHO 信州上田医療センター 内科3

【目的】糖尿病患者の透析移行の予防を図る目的で平成 24 年に糖尿病透
析予防指導管理料が新設された。当院では平成 25 年 11 月から糖尿病看
護認定看護師と日本糖尿病療養指導士（以下CDE）の資格を持つ看護師
とともに糖尿病看護相談外来を開設した。その指導の有効性を検討する。
【方法】当院で 2回以上指導を行った患者 26 名の初回指導時と指導後の
HbA1c、BMI、微量アルブミン尿、eGFR、血圧、LDLコレステロールを
比較した。【結果】全ての項目において有意差はなかった（HbA1c7.2±0.9
→7.3±1.4％、BMI26.6±3.3→25.9±3.2kg�m2、微量アルブミン尿 178.4±
205.9→196.3±229.6mg�gCr、eGFR59.2±15.2→54.2±12.0ml�min、収縮期
血圧 129.2±16.2→133.1±17.0mmHg、拡張期血圧 67.9±9.7→70.0±8.2
mmHg、LDLコレステロール 107.8±28.7→109.4±41.8mg�dl）。病期分類
別では腎症 2期において初回指導時と指導後で収縮期血圧が有意に低下
（p＝0.041）した。腎症 3期上では全ての項目において有意差はなかった。
【考察】糖尿病透析予防指導により腎症悪化は見られなかったが、今回は
指導開始から短期間しか経過していない段階での比較であり、今後継続
した指導管理が必要であると考えられた。また療養状況によっては病期
が改善する時期（可逆期）である腎症第 2期に早期に介入し第 1期への改
善もしくは第 2期の維持ができるよう指導を継続していくことが必要で
ある。

O-20-2 外来化学療法室におけるがん化学療法看護認
定看護師の活動～外来におけるチーム医療推
進への取り組み～

○
ひらしま な な こ

平島 奈奈子
NHO 相模原病院 看護部

（はじめに）近年、外来での抗がん剤治療が多くなり、化学療法における
チーム医療の必要性が叫ばれている。がん化学療法看護認定看護師とし
て、組織横断的に活動を広げる事が質の高い看護の提供につながると考
え、多職種との連携に取り組んできた。その経過と今後の方向性について
考察した。（方法）1治療日の採血待ち時間を利用して看護師の問診を行
い、同じ視点で副作用の観察ができるようにレジメン毎の記録用紙を作
成し使用した。記載方法は医師と同視点で行えるようCTCAE.V4.0 を用
い、問診時に収集した副作用状況は、医師へ電子媒体でタイムリーに報告
するシステムを作った。2栄養管理室、MSW、緩和ケアチーム（臨床心理
士）・他分野の認定看護師に協力を求め、今まで曖昧だった相談範囲や連
携システムを明文化し、化学療法室内で周知した。3化学療法室で患者向
けに多職種の連携についてパンフレットを作成し配布、院外ホームペー
ジへ情報公開し広報活動を行った。（結果と考察）他職種と連携をおこ
なった件数は、取り組み前はほとんどなかったが、取り組み後は必要時行
えるようになり、年間 10 数件ほどの連携を行っている。また、患者・家
族自ら利用を希望し連携に至った事例もあった。問診後の医師への情報
提供は診療時間の短縮になると評価が徐々に高まっている。しかし、多職
種が介入した際に、患者の全体像をチーム内で把握する場がなく、方向性
が統一されないことで連携が生かせないケースがあった。（まとめ）今後
も他職種との連携を推進するとともに、困難な症例などは多職種カン
ファレンスを行うなど、チーム全体の方向性を明確にできる場が必要に
なってくると考える。
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O-20-3 当院における認定看護師連絡会の役割と活動

○
なかがわ よ し み

中川 佳美、中川 奈津子、平島 奈奈子、山坂 友美、
内川 吾子、佐野 睦美、池田 正代、梅根 あぐる、田沼 明子

NHO 相模原病院 看護部

【はじめに】当院では、認定看護師（以下CN）が 6分野 7名在籍している。
質の高い看護を提供するために、各分野のCNが相互の活動状況と情報
を共有し、各分野の連携と組織横断的な活動に役立てる事を目的に、平成
24 年 12 月から認定看護師連絡会を月 1回開催し、活動を展開している。
【活動の内容と実際】活動内容は、1）各分野の紹介とコンサルテーション
や勉強会の依頼方法など、CNを活用してもらうための認定看護師活動
ファイルを作成し配布した。2）各 CNがエキスパートナース育成のため
に勉強会を企画しているが、院内教育における明確な位置づけをしてお
らず、企画している意図が伝わりにくい現状があった。そのため院内教育
における位置づけについて、Acty ナースの「看護職員の能力開発体系図」
を使用し可視化した。3）院内にタイムリーに周知したい内容を「認定看
護師だより」としファイリングできるようにした。4）院外HPに CN
の紹介を掲載する予定である。以上の活動を通して、CN相互で各分野の
役割や活動を再認識し、情報交換や相談できる場となっている。【考察】
各分野の役割を職員に認知してもらうことは、組織横断的に活動するた
めには必須である。今回、認定看護師連絡会として活動してきた内容 1）～
4）は、依頼方法の統一や、CNの役割周知、勉強会の位置づけ等、職員に
対し活動を周知するための共通ツールの作成へとつながったと考える。
しかし、活用の評価については今後の課題である。また、CNとして活動
する中で共通する問題や悩みを認定看護師連絡会で共有し、検討するこ
とでモチベーションの向上にもつながると考える。今後もCNの役割を
果たせるよう戦略的な活動を展開していく。

O-20-4 A病院看護師の院内教育プログラムの検討
～経年別に見た教育ニード・学習ニードの特
徴～

○
さ と う え い こ

佐藤 榮子、倉光 良子、相原 裕美子、細川 加奈子、
浅沼 あけみ

NHO 盛岡病院 副看護師長会

【研究目的】A病院の全看護師対象に既存のツールを用いて調査・分析
し、経年別に「看護師に必要な教育内容」と「看護師が求める教育内容」
の特徴を明らかにし、現行の教育プログラムと比較検討し課題を見いだ
す【研究方法】『教育ニードアセスメントツール�臨床看護師用』『学習ニー
ドアセスメントツール�臨床看護師用』を用いて自記式質問紙調査にて実
施【結果】『学習ニードアセスメントツール』の総得点の平均は、140.9
点（中得点領域）であった。経年別総得点が高かったのは 11～15 年の
147.2 点、低かったのは 21～25 年の 130.3 点であった。11～15 年では調査
項目 28 項目中 11 項目で高得点領域であった。『教育ニードアセスメント
ツール』の総得点の平均は 89.6 点（中得点領域）であった。経年別総得点
の平均は 1～5年 97.1 点が最も高く、次いで 11～15 年 94.6 点、最も低
かったのは 21～25 年 81.1 点であった。【考察】経験年数 11～15 年は、学
習の要望が高くその内容も多様であり、学習目標を焦点化できない可能
性も示唆された。経験年数 21～25 年は、看護師としての看護実践能力が
高く学習への要望が低いと考えるが、一方では個人のばらつきが大きい
ことから、希望者が誰でも参加できる研修が必要と考える。現行の院内教
育プログラムは対象別にみても教育内容別に見ても 7つの側面に沿って
提供しているため再編成は不要と考える。経験年数を特定した研修では
なく、全看護師対象の研修を増やしていくことが必要と考える。【結論】
1．A病院の院内教育プログラムは教育内容の 7つの側面に沿って提供し
ている。2．A病院の中で最も学習に対する要望が高かったのは、経験年
数 11～15 年の看護師である。

O-20-5 キャリアアップに対する看護師長の認識と実
践～当院での現状をアンケート調査から知
る～

○
くろさわ た か こ

黒澤 孝子、武井 佐和子、塩田 志乃恵、伊藤 晶子
NHO 横浜医療センター 看護部

【はじめに】看護師長の役割である人材育成について当院の看護師長 12
名がキャリアアップの視点からどのようなことを重視し、スタッフへの
支援を行っているのか把握する目的で調査を行った。【方法】質問紙調
査：選択・記述式先行研究からスタッフがキャリア開発に支援と感じた
項目のうち 4つのカテゴリー「管理者的行動機能」「情緒的機能」「キャリ
ア機能」「受容・承認機能」及び 17 項目で作成した。【結果】カテゴリー別
では【管理者的行動機能】で、延べ 14 項目を 10 名の人が選択し、項目別
では【受容・承認機能】の中の「仕事上の役割を提供すること」の項目を
8名が選択した。看護師長経験数や他施設経験の差はなかった。【考察】当
院の看護師長は役割を提供することでスタッフが目標を持ち、成功体験
や辛苦な出来事との遭遇などを通して、自己実現欲求を満たすことにつ
ながり、そして成長促進、さらなる動機づけの強化となるのではないかと
考えている。同時に繁雑な業務の中で、個々のスタッフへの適切な役割提
供と、支援ができているか疑問に思い、より良い関わりを求めて今後努力
していく課題を抱えていることが明らかになった。役割提供により起こ
るさまざまな現象を豊かな教材ととらえ、キャリアアップを期待するス
タッフにその現象を単なる体験で終えてしまうことの無いように配慮
し、体験から学び、教訓を得るよう支援し、その教訓から得た知識の言語
化、意識化させるような働きかけをできるように努力していくことが看
護師長としての役割だと考えた。

O-20-6 新人夜勤独り立ち基準を取り入れた成果

○
い が ら し み わ

五十嵐 美和、吉浦 里香、切手 純代、萩原 一美
NHO 埼玉病院 看護部

【はじめに】当院では、平成 24 年まで新人の夜勤独り立ちの判断は各看護
単位に任せていた。そのため、各看護単位で独り立ち基準は作成していた
が、統一された内容ではなかった。また、他の病棟の基準がわからないの
で判断が慎重になり、独り立ちの時期が年々遅くなっていく傾向であっ
た。そこで、平成 25 年に看護部で統一した夜勤独り立ち基準を作成し、
夜勤までに到達する項目と夜勤独り立ちの時期の目安を明確にすること
で、9月を夜勤独り立ちの目安として取り組み、成果を得ることができた。
【方法】1．新人の「夜勤見学」「夜勤トレーニング」「夜勤独り立ち」開始の
目安の時期を設定する。2．「夜勤トレーニング」「夜勤独り立ち」は開始前
にそれぞれ評価基準を用いて評価し、「延期」の場合は課題と次の評価時
期を提示する。3．9月末に各看護単位の新人夜勤独り立ちの状況を確認す
る。【結果】9月末で夜勤独り立ちしている新人は、全体の 77％であった。
夜勤独り立ち基準の〈夜勤前到達項目〉は各看護単位ともほぼ到達できて
いた。『夜勤独り立ちしていない新人の課題』としては「報告がタイムリー
にできない」「多重業務に対応が困難」等が挙がっていた。『夜勤独り立ち
に向けての支援』としては、各看護単位が「日勤でのトレーニング」を挙
げていた。【考察】〈夜勤前到達項目〉はほぼ到達できていることから、設
定した基準に無理はないと思われる。また、評価基準を作成することで、
夜勤独り立ちに向けての新人の課題が明確となり、指導者も支援しやす
くなったと考える。【まとめ】夜勤独り立ちの評価基準を作成することで、
約 8割の新人が 9月末までに独り立ちができた。
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O-21-1 アクションリサーチを用いた新人看護師に臨
床推論を教える事例学習プログラムの検討

○
い と う み え

伊藤 美栄、水谷 桃子、吉田 有希、田山 浩美
NHO 大阪南医療センター 看護部

【緒言】臨床で必要とされる実践能力と看護基礎教育で修得する実践能力
との間には乖離がある。複雑な臨床状況下で優先すべき患者の問題を特
定する臨床推論力は多くは経験によって獲得するが、必ずしも経験年数
とは比例しない。我々は新人看護師に臨床推論を意図的に教える必要性
を感じている。【目的】新人看護師に臨床推論を教えるための事例学習プ
ログラムを作成する【方法】1．アクションリサーチ法を用いて臨床推論
を教えるプログラムを作成し評価した。2．期間・対象・方法：2014 年 1
月～4月に 1～2 年目看護師 7名を対象に「発熱」の事例学習会を 1事例ず
つ 3回実施した。研究者（伊藤）が企画し、3年目看護師（水谷・吉田）が
講師となり、ベテラン看護師（田山）が助言者を務めた。3．評価方法：
参加者の反応、内省レポート、講師陣の気づきを統合した。4．倫理的配
慮：対象者への倫理的配慮について院内の看護研究審査会の承認を得
た。【結果】3事例はいずれも発熱から始まり、その後の患者の状態変化を
継時的に 3場面取り上げ、1．場面提示 2．質問＆討議 3．フィードバック
4．リフレクションの 4段階で展開した。結果、同じ発熱でもその背後の
想定すべき病態の数が少なく観察範囲は狭かった。また医師の指示に頼
る傾向があった。参加者の反応はよくわかったという回答が得られた。ま
た 3年目看護師は教えるために事例を深く読み込み、自分の推論を高め
ており、ベテラン看護師は臨床での新人への教え方を学んでおり、教える
側も学んでいた。【課題】今後は事例数や設計、時期、間隔、などのプロ
グラムの成果をあげるための検討が必要である。

O-21-2 社会人経験のある新採用者への指導をとおし
て

○
あ お き あ け み

青木 暁美、桑江 典子
NHO 沖縄病院 結核病棟

＜はじめに＞社会人経験者が看護学校へ入学増加傾向にある。A病棟に
配属された新卒採用者は 40 代後半の女性だったが、10 月で辞職となり新
採用者の育成につなげる事ができなかった。平成 25 年度の関わりを振り
返り、平成 26 年度の新人育成方法を変更し現在新卒採用者の取り組みを
行っている。＜事例紹介＞平成 25 年 4 月採用となった 46 歳女性。医療系
での経験はない。8月に担当病室患者の急変時に気づくことができなかっ
たことをきっかけに、再度技術指導を行った。10 月から夜勤業務に入る予
定であったができず、表情に笑顔はなくなり、体調不良のため退職となっ
た。＜結果＞9月の技術確認では、自己評価は 95％できる、指導者評価は
80％以上できるが 11％、80％～50％が 11％、50％以下が 35％、評価な
しが（経験なし）45％。接遇の自己評価は 96％できる、指導者評価は 80％
以上できる 15％、80～50％が 7.7％、50％以下が 7.7％、評価なしが
11.5％。病棟スタッフに指導方法のアンケートを行ない、16 名中 14 名
（回収率 87.5％）回収した。結果は、「プリセプターが主になり指導したほ
うがよい」「時間内での指導が好ましい」「社会人を経験していても看護師
としては 1年目であるという指導が必要になる」「相手の状況を確認し、
お互いの心を開いて指導することが大切ではないか」「他のスタッフも協
力をしてほしい」、「師長・副師長が新人の状況を理解しどのように指導
していくか方向性を示してほしい」等があった。今年度は師長・副師長・
指導者と定期的に技術確認、指導方法の相談をしながら行っている。＜お
わりに＞社会人経験者、既婚者等社会的配慮をした指導方法の検討が必
要である。

O-21-3 経験の浅い職員を対象とした多職種参加型学
習会の効果

○
や ま ね ゆ み

山根 由美、松本 充博
NHO 熊本再春荘病院 教育研修室

［目的］新採用者を始めとする経験の浅い職員を病院全体で育てる環境づ
くりを目指して多職種参加の学習会「楽しく学ぶ 再春ゼミ」（以下 再
春ゼミ）を開始したため、その取り組み内容と効果について報告する。
［再春ゼミの概要］1．目的：当院の理念である「安心と信頼の医療」を提
供するために職員全体の基礎的な知識を強化する。2．対象者：新卒者を
始めとする経験の浅い職員（職種は問わない）の自由参加 3．実施内容第
1シリーズ：呼吸不全の治療と看護第 2シリーズ：糖尿病の治療と看護
第 3シリーズ：脳血管障害の治療と看護 4．実施方法：研修時間は 1
時間程度とし、各シリーズ 4回の講義を医師、看護師、薬剤師、理学療法
士、栄養士などの職種が担当する。［ゼミの評価］参加者は各回 20～30
名程度で、参加職種は看護師・薬剤師・リハビリ・栄養士・検査技師で
あり、経験年数は、1年目から 10 年目以上と幅があった。満足度としては、
「わかりやすさ」「ニーズとのマッチング」「今後への活用」の問いに対し
て、どの回も 90％以上が満足していた。「基本的な病態や観察することな
どわかりやすかった」「知らない知識がありとても勉強になった」など学
習が促進された意見を始め「他の職種がどのように関わっているのかわ
かりました。」という意見もあった。［まとめ］評価結果からみると再春ゼ
ミは、各部署に関連のある病態にしたことや、基礎的な内容としたため職
員が基本的な知識を習得する場となった。また、多職種参加の学習会は、
お互いの専門性を理解し合う場になるなどの効果が生まれており、多職
種協働の礎となると考えられる。今後は適切な対象者の参加を促進する
ことが課題となる。

O-21-4 卒後3年目看護師が看護場面をとおして考え
る倫理観の育成

○
こ す ぎ よ う こ

小杉 葉子
NHO 神奈川病院 教育担当看護師長

国立病院機構では、概ね卒後 5年で能力開発プログラムを修了し、国立病
院機構の理念に沿った看護を実践することができる看護師を育成するこ
とを目指している。当院でも、経年別の教育プログラムを実施しており、
1年ごとに到達目標のレベルを高度化し、看護師それぞれがステップアッ
プできるような教育体制をとっている。
卒後 3年目の到達目標の一つとして、「看護実践者として個別性を重視し
て技術の提供ができる」をあげている。看護実践者として患者に関わる看
護師は常に患者の安全・安楽を考え、倫理観に基づき実践することの認
識が重要である。今回の卒後 3年目看護師を対象とした研修では、1年間
のまとめとして自分の看護実践の場面を振り返り、倫理的な問題の場面
を挙げ、自己の看護に対する考えをまとめて発表した。
卒後 3年目の看護師は、自己の看護実践場面を振り返り、改めて援助を通
して自分の倫理観を意識し言語化することで、考えを深めることとなり
成長につながったと考える。また、発表会で他者の意見を聞くことで、自
分が経験していない援助場面で他者がどう考え行動したかを知り、さら
に知識が広がり効果があったと考えられる。この研修の評価から、卒後 3
年目の看護師に、看護実践を振り返り自らの倫理観を言語化しそれを共
有することを意図的に指導することが、今後の看護師の倫理観の育成に
役立つことが示唆されたので報告する。
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O-21-5 FGI を体験した看護師への教育的効果―認知
機能障害のある人の看護アウトカム指標に関
する研究から―

○
たけした か ず み

竹下 多美、高道 香織、田中 由利子、伊藤 眞奈美、町屋 晴美
国立長寿医療研究センター 看護部 看護教育研修室

【はじめに】わが国の超高齢社会の進展により認知症高齢者も増加してお
り、何らかの認知障害を抱えながら、入院される機会が多い。私たちは、
先行研究として認知障害のある人の看護アウトカムを明らかにするため
に、フォーカス・グループ・インタビュー（FGI）を実施した。参加者か
らは「看護を語れる機会がなく、思いを共有できた」、「皆で話し合う経験
は充実した機会であった」という感想が聞かれた。そこで、FGI の経験が
その後の看護にどのような意味をもたらしたかを明らかにすることを目
的とした。【方法】認知障害のある高齢者への看護についてFGI を行った
4名（経験 5年目以上のジェネラリスト）を対象とした。FGI 後、自分の
看護観や後輩への指導等における変化や効果について個別にインタ
ビューを実施し、それらに関する語りに着目して結果を分析した。【結
果・考察】同年代の他の看護師が、どのように看護しているか部署を越え
知る機会は少なく、視野が広がったと語っていた。そして、認知障害のあ
る人に対して「繰り返し説明する」、「予想を超える言動」などに対してス
トレスを抱えながら看護している現状に対し、同じ悩みやジレンマなど
を共有していた。その結果、今まで実施してきた看護は、価値あることで
あったとの意味づけにつながった。そして、看護師同士がお互いの想いを
まずは受け止め、共有する重要性を再認識したことで、後輩への教育に活
用しているなどの効果も見られた。以上からFGI の経験は、部署を超え改
めて看護を語る意義の大きさと、後輩への教育に活かそうとする姿勢を
高めることにつながった。このような経験を継続教育プログラムに計画
する必要性が示唆された。

O-21-6 新卒1年目、実務 I後期の合同研修の相互効果

○
みやがわ さ ち こ

宮川 幸子、伊藤 佐代、山田 朗加、青木 由紀子、杉山 学子
NHO 村山医療センター 看護部

【背景】当センターは整形外科を主とした中規模病院であり、約 200 名の
看護師が勤務している。卒後教育ではActy ナースの能力開発に従って集
合教育およびOJTを実施している。その中で、新卒 1年目と実務 I後期
（概ね 3年目）の急変時対応の研修を合同で行い、相互作用として双方に
よりよい学習効果が得られたので報告する。【方法】新卒 1年目、実務 I
後期をそれぞれ 4～5名のグループに分け、設定された急変場面において
どう行動するのか自分たちでシナリオを作成し、ロールプレイで発表す
る。シナリオ作成は研修の 2ヶ月前から開始し、新卒 1年目のグループに
は教育委員会の副看護師長が相談役として介入する。また、実務 I後期の
グループには看護師長が推薦するBLSを受講した 6年目以上の看護師
がアドバイザーとして参加している。【結果】研修後のアンケートより、
新卒 1年目からは「とにかく先輩たちのロールプレイがすごかった」「自
分たちもああいう風になりたい」等の意見が聞かれ、 実務 I後期からは、
「見本となれるよう一生懸命学習し、その成果が出せてよかった」「アドバ
イザーから最新の知識・技術のアドバイスが受けられて学習が深まっ
た」「自分もBLSを受講したい」等の意見が聞かれた。また、新人の質問
に根拠をもった解答をすることで実務 I後期の自信にもつながってい
る。【考察】事前学習や練習など自主的な準備をして研修に臨むため、受
動的な研修に比べ学習効果は高いといえる。更に合同で研修することで、
それぞれの研修生に与える影響や今後の学習意欲の向上につながる。

O-22-1 腹部超音波検が診断に有用であった腹膜垂炎
の1例

○
う え だ の ぶ え

上田 信恵、生田 卓也、平岡 奈央、長束 円、梅崎 清美、
藤本 貴美子、小畑 茂、立山 義朗

NHO 広島西医療センター 研究検査科

【はじめに】腹膜垂炎は稀な疾患であり急性腹症の一つとして挙げられ、
発症部位によって急性虫垂炎や大腸憩室炎と臨床所見が類似するため鑑
別が必要である。今回、診断に腹部超音波検査が有用であった腹膜垂炎の
1症例を経験したので報告する。【症例】81 歳男性。2日前より左下腹部痛
を訴え近医を受診。発熱はなく圧痛と反発痛があり、血液検査で白血球
8200�μl・CRP0.9mg�dl と軽度の炎症反応を認めたため憩室炎疑いで当
院へ紹介受診となった。腹部超音波検査では、圧痛部に一致する腹壁直下
に高エコー腫瘤を認めた。腫瘤は下行結腸 S状結腸移行部の結腸前壁に
接し、35mm×15mm 大の卵円形で周囲に低エコー帯を伴っていた。また
腫瘤と接する結腸壁は圧排され軽度の肥厚を認めた。同部位に明らかな
憩室炎の所見はなく腹膜垂炎を疑った。CTでは、下行結腸 S状結腸移行
部の周囲脂肪織濃度軽度上昇を認め大腸憩室炎または大腸炎が疑われ
た。内視鏡検査を施行したが憩室や狭窄所見なく明らかな病変は認めな
かった。腹部超音波所見より腹膜垂炎と診断され、保存的治療により第 9
病日には軽快退院となった。【まとめ】腹膜垂炎は血行障害型と非血行障
害型に分類される。その超音波所見は、大腸に接して腫大した腹膜垂が辺
縁低エコー帯を伴った高エコー腫瘤として描出され、炎症が腸管に対し
て偏心性に広がることが特徴的とされている。自験例でも同所見を認め
た。腹膜垂炎は保存的治療で良好な経過をたどる疾患のため正確に診断
し過剰な治療を避けなければならない。腹部超音波検査は圧痛点を確認
しながら施行できるため確定診断には有用と考える。

O-22-2 ミトコンドリア心筋症の画像所見の特徴につ
いて

○
すがわら あ き こ

菅原 亜紀子1、三上 秀光2、大平 里佳1、高橋 千里1、
葛西 智子1、畠山 礼1、鎌田 真知1、伊藤 真理子1、篠崎 毅3、
成田 弘1、鈴木 博義1

NHO 仙台医療センター 臨床検査科1、NHO 仙台西多賀病院 臨床検査科2、
NHO 仙台医療センター 循環器内科3

【はじめに】母系遺伝を特徴とするミトコンドリア病は様々な臓器障害を
示す。その中でも、主に心筋障害とうっ血性心不全を示す症例をミトコン
ドリア心筋症と呼ぶ。我々は糖尿病、知能低下、聴力障害、うっ血性心不
全を示したミトコンドリア心筋症を経験したので報告する。【症例】42
歳、男性。主訴は労作時息切れ。心電図で左室肥大所見を認め、うっ血性
心不全と診断されたため、精査目的に心臓超音波検査を施行した。【心エ
コー検査所見】2D�B mode 画像では左室壁肥厚と全周性のびまん性左室
壁運動低下（EF 40％）と判定された。一方、3Dストレイン画像によって
前壁中隔、心尖部の前壁と側壁にかけて局所壁運動低下が明らかとなっ
た。【心臓MRI】左室壁、及び右室壁は全周性に肥厚していた。左室壁中
層に遅延造影を認めた。造影遅延の程度は前壁に強く、中隔～下壁に軽度
に認めた。【MIBI シンチ】左室前壁から中隔にかけての低集積を認めた。
【組織検査】心筋生検による組織所見はびまん性、まだら状の心筋脱落と
線維化が主体であった。電子顕微鏡では、ミトコンドリアの数の増加、腫
大、形状不整を認めた。【遺伝子検査】ミトコンドリアDNA 3243A＞G
の変異を認めた。【まとめ】ミトコンドリア心筋症は求心性肥大と不均一
な局所壁運動異常を特徴とする。3Dストレイン心エコー画像は、微細な
局所壁運動異常を定量化するために有用である。
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O-22-3 超音波検査が有用であった Fitz�Hugh�Cur-
tis 症候群の2例

○
すのはら ま い

春原 麻衣、武山 茂、瀬戸 茂誉、小松 久人、杉本 睦美、
大久保 奈央、奥井 悠友、菅野 綾香、山口 若奈、小林 俊海、
岡部 里子、谷内 杏名、高橋 美好、美齊津 あゆみ、
山崎 正明、佐藤 紀之、小松 和典、鄭 東孝

NHO 東京医療センター 臨床検査科

【はじめに】Fitz�Hugh�Curtis 症候群（以下FHCS）は，淋菌やクラミジ
アの骨盤内感染症（以下 PID）から持続的に発症する腹腔内感染による肝
周囲炎である．今回我々は超音波検査（以下US）が FHCSの診断に有用
であった 2例を経験したので報告する．
【症例 1】26 才女性，未婚 主訴：左下腹部痛出現し当院救急外来受診．
腹痛改善認められなかったため救急隊要請．受診時右上腹部に自発痛あ
り．腸炎疑いで入院となった．検査所見：WBC 8,200�μl，CRP9.8mg�dl
US にて肝右葉漿膜肥厚と肝周囲に脂肪識上昇あり．肝周囲炎を疑った．
入院後の検査で尿クラミジア PCR陽性，膣分泌物クラミジア PCR陽性，
PID疑いにて抗生剤投与，その後疼痛改善傾向となり退院となった．
【症例 2】37 才女性，既婚 主訴：2週間前より心窩部から下腹部全体の痛
み，1週間前より右側腹部に激痛あり当院救急外来受診．検査所見：WBC
9,200�μl，CRP7.9mg�dl US にて肝右葉下面周囲に脂肪識上昇あり．肝周
囲炎を疑った．ダグラス窩に少量の腹水あり．FHCSの可能性考慮され抗
生剤処方，外来にて経過観察となった．その後尿クラミジア PCR陽性，
FHCSと診断された．
【まとめ】FHCSの診断は，腹腔鏡により肝被膜と腹壁の繊維性癒着を確
認するか，肝被膜からC.trachomatis を分離することとされている．しか
し本症は，若い女性に多く，適切な抗菌剤の投与で速やかに治癒する良性
疾患であることから，侵襲の少ない検査法が望まれる．今回，我々が経験
した 2例はUS上，肝周囲炎を示唆する所見を認め，FHCSの診断上の参
考所見として有用であると思われた．右季肋部痛を訴える若年女性には，
PIDの可能性も念頭におき，検査を行っていく必要があると考えられる．

O-22-4 体外式超音波検査で改善を確認できた食道ア
カラシアの1例

○
か い あ き こ

甲斐 明子1、岩下 淨明1、川上 正裕1、神山 恭子1、濱田 靖1、
竹内 智明1、日吾 雅宜1、島田 哲也1、上野 彰久2、玉井 恒憲3

NHO 埼玉病院 臨床検査科1、NHO 埼玉病院 放射線科2、
NHO 埼玉病院 消化器内科3

【はじめに】食道アカラシアとは、下部食道の狭窄により食物の通過障害、
嘔吐、胸痛、誤嚥性肺炎などを生じる比較的まれな疾患である。主な病因
は、食道に関わる神経の変性や消失による蠕動運動障害や食道括約筋の
開閉運動障害といわれている。今回、超音波検査により食道アカラシアの
治療前後で症状の改善を確認できた症例を経験したので報告する。【症
例】50 代女性［現病歴］4月上旬より、食事摂取後に嘔吐。体重減少あり。
食欲不振の増強を自覚し当院受診。［既往歴］3年前に食道狭窄を指摘され
たが、症状が軽度のため他院にて経過観察中であった。［外来時検査デー
タ］有意所見なし。［治療］内視鏡的バルーン拡張術施行。［超音波所見］
術前検査 下部食道径は 43mmと拡張し、食道胃接合部は紡錘状に先細
りし、狭窄を示唆する所見を認めた。食道内容物の胃への流入は見られ
ず、食道内腔に残渣の停滞を認めた。術後検査 嚥下症状の改善あり、飲
水法（300ml）にて検査施行。食道から胃へ勢いよく水が流入する様子が
確認され、術前の狭窄部は 14mm程度に改善を認めた。【結果および考察】
内視鏡的バルーン拡張術を施行し狭窄部は 18mmまで拡張。術後超音波
検査で、飲水にて食道から胃への流入を認め、拡張術の治療効果を確認し
た。食欲不振の症状も改善し、翌日退院となった。今回、患者希望により
外科的治療よりも侵襲性の低い内視鏡的バルーン拡張術の選択となった
が、バルーン拡張術は狭窄の再発が比較的起こりやすいことが報告され
ており、定期的な経過観察が必要となる。超音波検査は非侵襲性なため繰
り返し施行することが可能であり、治療効果や再狭窄評価に有用である
と考える。

O-22-5 頸動脈超音波検査で plaque の多彩な形態変
化を経時的に捉えられた一例

○
よ し だ と も こ

吉田 智子1、幸山 佳津美1、三浦 恵子1、西田 美佳1、
植草 久美1、岡田 恵1、峠田 孝1、舩坂 裕久1、永野 恵子2、
伊藤 恵里子2、阪本 裕子2、木村 陽子2、玄 富翰2、
渡久地 政茂1、真能 正幸1

NHO 大阪医療センター 臨床検査科1、NHO 大阪医療センター 脳卒中内科2

【はじめに】頸動脈超音波検査において低輝度 plaque や ulcer を認める
plaque は脳梗塞の発症と関連しているという報告がある。そのため
plaque の性状を詳細に観察することが重要である。今回 plaque の多彩な
形態変化を経時的に観察できた稀な一例を経験したので報告する。【症
例】10 年前に中咽頭癌に対して放射線治療歴がある 66 歳男性。某年 6
月、散歩中に一過性の左上肢の脱力が出現。翌日当院脳卒中内科初診、頭
部MRI にて多発脳梗塞を認め入院となった。入院時の頸動脈超音波検査
では左総頚動脈（CCA）ECST 64％、左内頸動脈（ICA）ECST 70％の狭
窄を認め、左CCAには低輝度を含む不均一な輝度の plaque、ulcer、mo-
bile plaque を認めた。外科的治療は希望されず、内科的治療で退院となっ
た。同年 9月、MRI で新規梗塞巣を認めないものの、左CCAの低輝度
plaque に新たな ulcer の出現とmobile plaque の増大を認め、同年 12 月
には左 CCAのmobile plaque は大幅な縮小を認めた。翌年 3月、意識レ
ベルが低下、右半側空間無視が出現し 2回目の入院となった。左CCA
の plaque に jellyfish sign を認め、その遠位部に 5mm大の新たなmobile
plaque が出現、MRI においても新規梗塞巣を認めた。第 8病日では左
CCAの ulcer が増大を認めたが、ICAの flow は保たれ無症候であった。
入院時より病変が不安定であり、血行再建の是非を考慮していたところ
第 11 病日に左 ICAの閉塞を認めた。その後症状は内科的治療のみで改
善し退院、検査所見においても著変は認めていない。【まとめ】今回 plaque
の多彩な形態変化を経時的に捉えられた一例を経験した。本症例を通し、
plaque の性状を詳細に観察する重要性を改めて認識した。

O-22-6 超音波検査にて診断に難渋した隆起性皮膚繊
維肉腫（DFSP）の一症例

○
は ま だ やすし

濱田 靖1,2、岩下 浄明1、松本 萌1、土岐 美幸1、田中 亜由美1、
高橋 美帆1、神山 恭子1、甲斐 明子1、川上 正裕1、工藤 朋子1、
内田 ゆみ1、加藤 康子1、沼田 正男1、上野 彰久2、竹内 智明1、
日吾 雅宜1、三戸 聖也1、島田 哲也1

NHO 埼玉病院 臨床検査科1、NHO 埼玉病院 放射線診断部2

【はじめに】隆起性皮膚線維肉腫（Dermatofibrosarcoma protuberans、以
下DFSP）は皮膚に生じる隆起性腫瘍で、全軟部肉腫の約 6％を占めるま
れなタイプのがんである軟部肉腫の一つである。今回我々は、DFSP の症
例を経験したので、若干の文献的考察を加えて報告する。【症例】40 歳男
性、半年前から右鼠径部腫瘤自覚、その後増大傾向を認めた。初診時視触
診で、睾丸まで至る右鼠径部ヘルニアを認め、その頭外側に 30mm大の平
板状、可動性を有する皮下腫瘤を認めた。（血液生化学）特記すべき異常
所見なし。（US）右鼠径部皮下に 34×34mm大の扁平な低エコーを認め
る。境界明瞭平滑、内部エコー比較的均一、後方エコーやや増強、腫瘍内
に豊富な線状血流信号を認める。筋層や周囲組織への浸潤は観察されな
い。圧迫変形容易。（CT）右下腹部前壁皮下腫瘤 35mm大。境界明瞭、辺
縁平滑で内部均一な単純で低吸収域を呈し、強く造影される腫瘍を認め
る（診断：右下腹部皮下腫瘤、血管腫等の軟部腫瘤）。【病理組織診断】組
織学的には、境界が明瞭な結節状の病変で、紡錘形細胞が storiform pat-
tern を呈して増殖。免疫染色ではCD34（＋）、S100（－）、desmin（－）、
αSMA（－）。MIB�1 index は 5％以下で、以上の所見からDFSP と考え
られた。【考察】USでは境界明瞭低エコー腫瘤で、内部エコー均一で柔ら
かく、悪性よりは神経膠腫や線維腫、脂肪腫などの良性腫瘍がより考えら
れたが、病理組織学的にはDFSP であった。
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O-23-1 乳癌ラジオ波焼灼療法（RFA）の超音波像

○
し み ず

清水 さおり、田村 加奈子、菅原 恵奈、永利 さおり
NHO 四国がんセンター 臨床検査科

【はじめに】乳がん治療は縮小化・低侵襲化の傾向にあり、最近は外科的
に切除しない整容性に優れた低侵襲療法が注目されている。当院では低
侵襲局所治療としてラジオ波焼灼療法（RFA）が行われている。RFA
施行によって腫瘤がBモード超音波像でどのように変化したかを病理像
とあわせて提示する。【対象】2010 年～2012 年の間で乳がんに対して
RFAが施行され、その後、超音波検査が施行された 4結節。【結果】RFA
施行前の腫瘍はいづれも 1cm未満の限局性低エコー腫瘤であった。腫瘤
の組織型は scirrhous 3 結節、solid tubular 1 結節であった。RFA施行中
は電極先端部から高エコーが出現し腫瘍全体を包み込む様に広がって
いった。途中周囲の乳管内に高エコーが動く様子がみられた。施行後焼灼
部は形状楕円、境界部高エコー、内部不均一、後方エコー不変～減弱だっ
た。RFA施行後、長いものは 4年経過しているが、施行直後と比較して
size は縮小しているものの、性状に著変ない。【考察】RFA後の焼灼部の
超音波像は、組織型にかかわらず楕円形の腫瘤様になり、経過とともに
size が小さくなる傾向がみられた。肝腫瘤の場合RFA施行後は乳腺と同
様高エコー腫瘤様だが、1年もすると針痕として焼灼部に線状高エコーが
みられ、腫瘤本体が不明瞭になる場合があるが、乳腺の場合 4年の経過で
はすくなくとも不明瞭になることはなかった。4例中 1例は残存が疑われ
乳房切除術が施行されたが、後の 3例は現在までに局所再発はない。さら
に経過をおいどのように変化していくか慎重に観察する必要がある。

O-23-2 充実腫瘍との鑑別に苦慮した膵 intraductal
papillary�mucinous carcinoma（IPMC）の
2切除例

○
み や け る り こ

三宅 瑠璃子1、宮越 基1、中島 幸恵1、小林 幸子1、伊藤 智栄1、
橋本 碧1、藤中 久美子1、千葉 有希乃1、松永 明日香1、
植木 香織1、松林 秀弥1、蓮尾 茂幸1、中島 哲1、水口 安則2

国立がん研究センター中央病院 臨床検査部1、
国立がん研究センター中央病院 放射線診断科2

【はじめに】今回、我々は、超音波診断上、充実腫瘍との鑑別に苦慮した
膵 IPMC2 症例を経験したので報告する。【症例 1】1回目、2回目の超音
波検査にて腫瘍は膵頭部の 26mm大の充実腫瘍で、不整形、境界明瞭、低
エコーを示し、内部に嚢胞状成分を含む病変と捉えた。造影超音波では周
囲膵実質より先に造影開始され、速やかに全体が造影された。診断に難渋
し、IPMC、内分泌腫瘍、solid�pseudopapillary neoplasm（SPN）、腺房細
胞癌、自己免疫性膵炎などを鑑別として挙げた。3回目の超音波検査では、
腫瘍は膵管拡張と考える嚢胞状腫瘤内に充満する充実腫瘍として認識す
ることができ、IPMCと診断できた。病理組織診断は、副膵管内に乳頭状
腫瘍が充満する invasive IPMCであった。【症例 2】膵体部の 45mm大の
嚢胞状成分を含む低エコーの充実腫瘍として認めた。分葉形、境界明瞭、
輪郭整、尾側主膵管は 8mm径と拡張を認めた。通常の膵管癌とは異なる
所見のため、腺房細胞癌を疑った。退形成膵癌、粘液性腫瘍など特殊な腫
瘍を鑑別に挙げた。病理組織診断では、腫瘍は軟、境界明瞭、灰白色髄様
の充実成分が充満する多房性嚢胞状を呈する主膵管型 IPMCであった。
【考察とまとめ】充実腫瘍との鑑別に苦慮した 2病変の超音波像について
検討した。2病変とも、嚢状拡張した膵管内をほぼ埋め尽くす充実腫瘍像
を示した病変であったため、病変の基本像は充実腫瘍であろうと誤認識
し、診断に難渋した。嚢胞状成分を含む充実成分主体の腫瘍に遭遇した際
には、「嚢胞状成分」の形状をよく観察し、本症例のような発育形態を示
す IPMNを念頭におき、検査を進めることが重要である。

O-23-3 画像診断に苦慮した胆嚢原発神経内分泌癌の
1症例

○
た む ら か な こ

田村 加奈子1、清水 さおり1、永利 さおり1、菅原 恵奈1、
高畑 浩之2

NHO 四国がんセンター 臨床検査科1、NHO 四国がんセンター 病理科2

【はじめに】胆道系悪性腫瘍の多くは腺癌であり、神経内分泌癌は稀であ
る。今回、画像診断に苦慮した胆嚢原発神経内分泌癌を経験したので報告
する。【症例】70 歳代 男性【現病歴】腹部違和感で近医受診、血液検査
で肝機能異常、CT，USで胆嚢壁の著明な肥厚を認め、前医を受診。前医
のCT，PET�CTで胆嚢癌、リンパ節転移と診断され、精査加療目的にて
当院紹介受診となった。【US所見】胆嚢壁の著明な肥厚を認めた。血流は
乏しく、粘膜面が非常に平滑なことから、上皮性腫瘍としては非典型像で
あった。一部、肝や周囲脂肪識との境界が不明瞭、肝門部から para Ao
に累々と腫大リンパ節を認め、一連の病変と考え悪性病変が疑われた。悪
性リンパ腫としては内部不均一でエコーレベルが高かった。【MRI 所見】
胆嚢壁の全周性肥厚もしくは胆嚢周囲軟部影の広がりおよび、肝門部か
ら para Ao に多発リンパ節腫大を認めた。いずれも比較的均一な信号パ
ターンで、T2強調画像で高信号、拡散強調画像で高値、ADCで低値を呈
しており、悪性リンパ腫が鑑別に挙げられた。【臨床経過】ERBDによる
細胞診の結果、胆嚢原発神経内分泌癌と診断された。【考察】胆嚢原発神
経内分泌癌の画像所見は、粘膜下腫瘍様の病理組織を反映して平滑な内
膜面が見られることが特徴である。今回、いずれの画像検査でもこの所見
が得られていたが、鑑別疾患には挙げられていなかった。胆道系にも神経
内分泌癌が存在することを念頭に置き画像診断をすることが重要と考え
られた。

O-23-4 超音波検査が診断の一助となった巨細胞性動
脈炎（側頭動脈炎）の一例

○
さ わ べ しょうこ

澤部 祥子1、北原 沙衣子1、酒井 あずさ1、只野 薫1、
伊藤 里美1、永井 信浩1、樋口 久晃1、當銘 良也4、石田 剛1、
池上 友梨佳2、吉川 玲欧2、金子 礼志2、香川 賢司3

国立国際医療研究センター 国府台病院 中央検査部1、
国立国際医療研究センター 国府台病院 リウマチ科2、
国立国際医療研究センター 国府台病院 脳神経外科3、
つくば国際大学 医療保健学部 臨床検査学科4

【はじめに】巨細胞性動脈炎は高齢者に多い原因不明の血管炎で、頸動脈
とその分枝、特に側頭動脈に病変を認めることが多いため側頭動脈炎と
も呼ばれる。組織学的には巨細胞を伴う肉芽腫性血管炎であり、リウマチ
性多発筋痛症に稀に合併する。一方、超音波検査は簡便性、低侵襲性に加
えて、高周波プローブによる分解能の向上により、表在領域の観察に利用
されている。今回、リウマチ性多発筋痛症にて加療中に発症した巨細胞性
動脈炎の一例を経験し、生検前診断として体表超音波検査が有用であっ
たので報告する。【症例】60 歳代女性。2011 年にリウマチ性多発筋痛症と
診断されステロイド治療を受けていた。2013 年 9 月、両側頭部痛あり、痛
みに一致して索状構造物を触知したため、側頭動脈炎の合併を疑い超音
波検査を実施した。機器は東芝社製AplioXG、プローブは 12MHz リニア
プローブを使用した。超音波画像上、両側浅側頭動脈頭頂枝は、内中膜複
合体の低輝度で均質な全周性肥厚による内腔の高度狭小化を認めた。側
頭動脈炎に合致する所見と考え、確定診断のため、超音波にてマーキング
した部位の生検を施行した。病理組織学的には、多核巨細胞の出現を伴う
炎症や肉芽腫の形成が見られ、典型的な巨細胞性動脈炎の所見であった。
【まとめ】巨細胞性動脈炎は、失明など重篤な症状を来すことがあるため、
早期診断が望まれる。本症の診断には、低侵襲で表在血管の観察に適した
超音波検査が有用であり、側頭動脈の生検部位を決める上でも極めて有
用である。
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O-23-5 漏斗胸症例における僧帽弁前尖長及び後尖長
による僧帽弁形態異常に関する検討

○
の む ら こうたつ

野村 公達1、網代 洋一2、松島 麻衣子1、畠山 奈帆子1、
大畑 真利1、佐久間 みゆき1、野中 照美1、奥山 美由紀1、
安藤 敏一1、國仲 伸男1、坂本 和裕3、岩出 和徳2、吉田 和浩1

NHO 横浜医療センター 臨床検査科1、NHO 横浜医療センター 循環器科2、
NHO 横浜医療センター 呼吸器外科3

【目的】漏斗胸は僧帽弁逸脱が比較的高頻度に合併することが報告されて
いるが、僧帽弁の長さに関する報告はされていない。今回我々は、漏斗胸
患者における僧帽弁の長さについて心エコーを用いて検討を行った。
【対象・方法】対象は 2012 年 11 月から 2014 年 3 月までに当院で漏斗胸
と診断され心エコー検査を行った 35 症例（男性 23 例、女性 12 例、平均
年齢 19.9±14.7 歳）、正常対照は心合併症のない 46 症例（男性 29 例、女
性 17 例、平均年齢 54.8±19.8 歳）とした。方法は心エコー検査にて心尖
部四腔像より後尖（PML P1）の長さを計測し、左室長軸断面像より前尖
（AML A2）と後尖（PML P2）の長さの計測を行いAML�PML比を算出
した。PML P1、PML P2、AML�PML比について対象全体および 20 歳以
上の比較検討を行った。統計処理は t検定を用いて p＜0.05 を有意差あり
とし、描出不明瞭な断層像の計測は解析から除外した。
【結果】対象全体では漏斗胸群は正常対照群に比べ PML P1 は有意に短く
（0.85±0.19cm対 1.23±0.16cm、p＜0.001）、PML P2 も有意に短かった
（0.88±0.25cm対 1.25±0.19cm、p＜0.001）。AML�PML比では漏斗胸群は
正常対照群に比べ前尖の割合が有意に大であった（2.66±0.86cm対
1.81±0.26cm、p＜0.001）。また 20 歳以上を対象とした結果においても
PML P1、PML P2 ともに有意に短く（順に 0.98±0.18cm対 1.25±0.14cm、
p＜0.001、1.01±0.24cm対 1.26±0.18cm、p＜0.001）、AML�PML比も有
意に大であった（2.60±1.04cm対 1.80±0.26cm、p＝0.02）。
【結論】漏斗胸と僧帽弁形成異常の関連性が示唆された。漏斗胸患者にお
ける僧帽弁逸脱の合併は弁の形成異常が関与している可能性が考えられ
た。

O-23-6 感染性心内膜炎を合併した大動脈四尖弁の一
例

○
く わ た じゅんき

鍬田 隼希1、金本 優1、岡崎 麻利1、中山 弘美1、藤田 圭二1、
正木 修一1、宗政 充2、松原 広己2、徳永 宜之3、岡田 正比呂3

NHO 岡山医療センター 臨床検査科1、NHO 岡山医療センター 循環器科2、
NHO 岡山医療センター 心臓血管外科3

【症例】50 歳代 男性【主訴】発熱【現病歴】20XX年 1月精査のため前
腕にしびれと肩の痛みの出現のため当院整形外科受診、MRI で化膿性脊
椎炎と診断された。微熱を認め血液培養を施行したところグラム陽性球
菌を認め精査目的で当科紹介となった。【経過】聴診で胸骨左縁第 3肋間
に Levine3�6 度の拡張期雑音を聴取した。経胸壁心エコーを行ったとこ
ろ大動脈四尖弁と中程度～高度の大動脈弁閉鎖不全症を認め、大動脈弁
尖に 3個の疣贅を認めた。血液培養で Streptococcus anginosus が同定さ
れたためペニシリンGにて治療を開始した。また口腔内には右上大臼歯
の齲蝕と歯周病の存在を認めた。治療後血液培養陰性を確認したのち、同
年 4月に大動脈弁置換術を行った。【考察】大動脈四尖弁は非常に稀な疾
患である。今回我々は、感染性心内膜炎を合併し、心エコーが診断の契機
となった症例を経験したので貴重な症例と考え報告する。

O-24-1 当院での院内救急システム『院内救急6699』
を再考する

○
と み た あ き こ

富田 明子1、七戸 康夫2、硲 光司2、吉田 真一郎2、塩谷 信喜2、
三浦 尚友1、勝見 紀文1、藤本 一弘1

NHO 北海道医療センター 麻酔科1、NHO 北海道医療センター 救急科2

【背景】院内救急システムの構築は、医療安全の見地から病院に必須であ
る。code system（CS）と呼ばれる一斉放送、自主参集型が主流だが、近
年は専門チームを要請するRapid response system（RRS）が導入されつ
つある。だが双方とも、使用時間帯やマンパワーなどの問題もある。当院
ではこれらを統合した『院内救急 6699』を運用しており、その有効性につ
いて検討する。
【目的・方法】（1）全国の院内救急システムの現状を把握すべく、国立病院
機構の 144 病院を対象にアンケート調査を実施した。（2）『院内救急 6699』
は、救急科 or 麻酔科医師が院内 PHS 6699 番を持ち、緊急 call に対応する
というもので、2010 年 5 月より運用を開始した。有効性を検討する為診療
記録を解析した。
【結果】（1）144 施設中 93 施設からの回答があった（回答率 64.6％）。77
施設で CSを採用しており、1施設で CSと RSS を併用、15 施設では明確
な院内救急システムは確立していないとの回答であった。運用の頻度は、
年に数回もしくは数年に 1回という施設がほとんどであった。CSの利点
として、迅速な人材確保があるが、稼働時間帯やチームの質に関する問題
点も挙がった。（2）『院内救急 6699』運用開始以来、2年 8か月で 61 件の
要請があり、システムエラーが 2件あった。90.2％が休日・時間外で病棟
看護師からの要請であった。要請理由はCPAが 61.4％を占めた。蘇生率
は 51.2％で、危機管理上許容できる成績であった。【結語】『院内救急
6699』は、病床数 500 床、在籍医 100 名、救急科担当医が常在している環
境では有効であった。6699PHS は 1 台で、機器故障を生じた際などはCS
を補完的に使用している。システム改善により蘇生率はさらに向上する
と考える。

O-24-2 指差呼称定着に向けての医療安全活動の取り
組み～指差呼称クルーの輪番制を導入して～

○
おおあい な お き

大饗 直樹、馬來 尚恵、小田上 真弓、頃末 初美、秋田 倫枝、
新原 正美

NHO 岡山医療センター 5A病棟ICU

【目的】
A病院ではH24 年度より指差呼称の定着に向けて指差呼称推進者（指差
呼称クルーとする）の任命制度を各部門で開始した。開始後、看護師対象
のアンケート結果より指差呼称クルーに任命された看護師の意識の向上
はみられたが、指差呼称クルー以外の看護師の意識の向上はみられず、H
24 年度のインシデント総数の 64％が確認不足によるものであった。そこ
で、H25 年度に全看護師の意識の向上を図るため、全看護師を対象に指差
呼称クルーの輪番制を導入した。
【方法】
対象 A病院看護師 476 名
方法
1．各部署の医療安全推進担当者が、毎月輪番制で医療安全宣言書とク
ルーバッチを複数名に手渡し、各部署の看護師全員が任命されるように
する。
2．輪番制導入後、アンケート調査の実施・評価
3．導入前後の確認不足によるインシデント件数の調査・評価
【結果】
1．各部署の医療安全推進担当者が指差呼称クルーを任命し開始した。
2．アンケート調査より指差呼称クルーの輪番制を導入する前と比較し
て、約 73％が指差呼称に対する意識が変わったと回答している。経験年
数別では 2年目が約 89％と多く、16 年目から 20 年目が 56％と低かっ
た。指差呼称を「実践できている」のは 15％であった。経験年数別では
「実践できている」のは、21 年目以上が 31％と多く、2年目で 5％と少な
かった。
3．H25 年度の確認不足によるインシデント総数の割合は約 46％と減少
した。
【結論】
1．指差呼称クルーの輪番制導入により、指差呼称の意識づけとなった
2．指差呼称の意識づけとなったが、実施できている看護師の割合は低
かった
3．指差呼称クルーの輪番制導入後の確認不足によるインシデント件数の
割合が減少した
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O-24-3 がん専門病院における内服誤薬軽減にむけた
取り組み

○
お お く ぼ な お

大久保 奈緒、高橋 由美子、鈴木 牧子、富田 香保里、森 文子
国立がん研究センター中央病院 看護部

『目的』がん専門病院A病棟で発生した内服誤薬について、その要因や傾
向を明らかにすること、その要因に基づき対応策を検討し、翌年度実施し
た対応策を評価することを目的とした。『方法』調査対象はがん専門病院
A病棟で発生した 2012・2013 各年度の内服誤薬のインシデントレポー
ト。患者背景・内服管理方法、病状・治療、症状緩和状況、身体心理的状
況等について後方視的に情報収集し、特に自己管理患者の内服誤薬に影
響した要因を分析。2012 年度の要因分析結果をもとに 2013 年度に対応策
を計画、実施し内服誤薬件数から実施した対応策を評価した。疫学指針に
則り、個人情報保護を厳守した。本報告に当たり施設 IRBに申請した。
『結果』2012 年度内服誤薬は、総数 55 件、この内自己管理患者の誤薬 23
件、（患者平均年齢 54.1 歳）。内服自己管理患者の誤薬の影響要因は多い順
に 1．入院後の状態変化あり（抗がん剤治療、鎮痛剤投与、治療に伴う副
作用の増強、疼痛、発熱、呼吸苦等）、2．高齢（65 歳以上）、3．入院後に
開始・指示変更された薬、4．バッドニュースが伝えられた後等であった。
これらの要因をもとに対応策を計画・実施した結果、翌年の内服誤薬総
数 36 件（前年比 19 件減）、自己管理患者誤薬は 11 件（前年比 12 件減）に
減少した。『考察』内服自己管理患者の内服誤薬の要因からは、抗がん剤
治療や症状緩和療法による影響、病状や症状の進行・悪化、心理的ストレ
ス等、がん患者の療養経過の特徴が見いだされた。これらの要因分析に基
づいた対応策は、一定の成果を得たと評価した。今後がん患者の特徴を理
解・予測し内服管理誤薬の軽減に努めていきたい。

O-24-4 放射線科の医療安全への取り組みにおける
ImSAFER分析の試み

○
ま つ だ の ぶ こ

松田 宣子1、長岡 慶繁1、石田 秀樹1、松下 茂彦1、有迫 哲朗1、
馬場 文子2

NHO 福岡東医療センター 放射線科1、NHO 福岡東医療センター 看護部2

【目的】
当院放射線科では、発生したインシデントに対し、科内のみで分析を行い
医療事故防止に努めてきた。しかし、放射線科だけでなく他の医療職種が
インシデントに関与している場合、同様に分析し改善策を実施する事に
限界を感じていた。そこで、放射線科以外の医療職種がインシデントに関
与している事例について、看護部と共同で ImSAFER分析を行ったので
報告する。
【方法】
1．放射線科で発生し他の医療職種が関与していたインシデント（同意書
未取得で造影CT検査を行った事例）について、放射線科のみで Im-
SAFER分析を行う。
2．方法 1と同じ事例について看護部と共同で ImSAFER分析を行う。
【結果】
ImSAFER分析を放射線科のみで行うと、背後要因を探索する際、他の医
療職種の行動や状況を理解し難く、結果として効果的な改善策を得られ
なかった。一方、看護部と共同で背後要因関連図を作成する事により、他
職種間との情報共有不足によるシステムの不備が明確化された。そこで、
改善策として放射線科と看護部の検査に関する確認手順を共有すること
により、新たなチェックシステムを確立した。改善策実施後は、同様のイ
ンシデントは報告されていない。
【結論】
看護部と共同で分析を行うことで、多角的にインシデントを分析でき改
善策の幅も広がった。また、改善策を実施する際は、看護部の協力が得や
すくなった。今後も、インシデントを他部門と共同で継時的に分析し、医
療安全の意識向上に努めていきたい。

O-24-5 当院のMRI 検査における医療安全への取り組
み

○
もり こうじろう

森 功二朗、堀上 英昭、酒本 司、桑原 良二
NHO 嬉野医療センター 放射線科

【背景】近年、MRI 検査時の事故件数は増加傾向にあり、過去には米国で
死亡事故も発生している。放射線検査の中でもMRI 検査は特殊な環境下
にあり、主マグネットによる高磁場環境下では、磁性体金属の吸着事故が
起こる。MRI 検査のリスクの中で吸着事故は最も多く、酸素ボンベ・点滴
台・清掃用具の吸着事故が特に多いと報告されている。またMRI 検査
中、人体がRFパルスに曝露され誘導電流が生じることで発熱・熱傷事
故が起こることも報告されている。その他MRI 検査においては様々なリ
スクがあるため、患者・医療スタッフ・装置の安全を確保することは、
MRI 検査担当者の極めて重要な業務のひとつである。【目的】当院で過去
に起こったMRI 検査におけるヒヤリ・ハット事例や事故事例を取り上
げて、新しくMRI 検査を担当する技師に対してMRI 検査への医療安全
を啓発する。【まとめ】当院で過去に起こった主な事例の中から（1）歯の
着脱式インプラントを装着した患者のMRI 検査室への入室（2）ペース
メーカーを装着した患者のMRI 検査室への入室（3）眼窩内に異物のある
患者へのMRI 検査施行 を取り上げ、それぞれの事例の発生原因・対策
を検証した。まずMRI 検査同意書の改訂を行い着脱式インプラントに関
する記述を追加した。また、医師が作成する同意書とは別に検査前問診表
を作成し、口頭で行っていた検査前問診をスタッフ間で統一した。さらに
全患者に対して金属探知機でチェックすることとし、操作室内に注意喚
起の文書を配置した。患者に安心・安全な医療を提供するために、普段か
ら最新の情報収集を行い、スタッフ間で知識を共有することが重要であ
る。

O-24-6 寸劇を用いた医療安全の取り組み

○
お か だ すみ

岡田 澄、萬 弘子、櫟本 真紀、早川 祥子
国立国際医療研究センター 7階東病棟

当病棟では、医療安全の係活動において、インシデントに対する注意喚起
をスタッフにどのように伝え、行動レベルの改善を図っていくのかが重
要課題であった。看護師数は新入職者 14 名を迎え 74 人となり、年齢層や
経験年数も幅広く、また、中途採用者も多い。救命救急センターに入院さ
れる様々な患者に対応する中で、口頭指示や薬剤の緊急オーダーも多く、
それに関連するインシデントが多く発生していた。医療安全係は、インシ
デントのデータをグラフ化して張り出したり、ポスターによる指差し確
認の注意喚起を行ったり、事例検討を実施するなど、様々な取り組みをし
ていた。また、朝のミーティングではリーダーからインシデントの読み上
げも行われていたが、有効な結果は得られていなかった。スタッフからは
「忙しいからしょうがない」などの言葉が聞かれる状況であった。昨年、
病棟スタッフ数名が JSISHで開催された寸劇のワークショップに参加
し、朝のミーティングの時間を利用して、実際のヒヤリハット場面をス
タッフに 3分間寸劇をしてもらうという取り組みを始めた。今まで、イン
シデントを口頭で伝えるだけではイメージがつきにくかったが、寸劇を
見ることで場面のイメージがつきやすく、また、スタッフ自身が演じるた
め、当事者意識をもって捉えることができたと考えられる。その結果、職
員間の 3WAY確認や、電話復唱などの実施率が上がった。本論では、寸
劇が当病棟の医療安全対策にどのような影響をもたらしたのか、また、現
在の課題に対する当病棟の取り組みと成果、そして今後の展望について
報告する。
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O-25-1 神経難病病棟における入院患者のQOLの実
態調査

○
つ の ち ぶ ん

津野 千文、藤田 修、柴田 久美子
NHO 東京病院 看護部

【研究目的】神経難病病棟における入院患者のQOLの実態を明らかにす
ること【研究方法】1．研究対象：A病院の神経難病病棟に入院中の男性
4名・女性 3名の計 7名 2．研究期間：2013 年 9 月 1 日～2014 年 3 月 31
日 3．データ収集方法：測定ツールには，QOL測定尺度である「SEIQoL�
DW」を採用し，患者の主観的な「思い」を数値化。最も重要な生活の領
域「＝キュー」が何かを 5つ引き出し，それらの満足の程度「＝レベル」
を測定。重みづける（DW）ために，各キューの相対的な重要性「＝重み」
を百分率で求め，さらにキューの「レベル」と「重み」の積を求め，全て
の合計「＝SEIQoL Index」を算出 4．A病院の倫理委員会の許諾を得て実
施【結果】7名の患者から 35 の≪キュー≫が上げられ「重要他者」「趣味」
「思想・信条」「経済上の問題」「健康状態」「入院生活」の六つのカテゴリー
に集約できた。また，7名の≪SEIQoL Index≫の範囲は 35.2～96.0，中央
値は 71.3 であり，最低点は女性患者で 35.2 であった。【考察】神経難病の
患者は自らのQOLを低いとは感じていないことが判明した。これは，患
者が現況に対し時間をかけながら自己概念の再構築ができたことによる
ものと考える。【結論】日常生活を営む上で看護師の援助を必要としなが
らも，患者は自らのQOLを低いとは感じていない。

O-25-2 レスパイト入院を繰り返し利用した神経難病
患者の患者の死後における遺族の思い～病棟
看護師の訪問を通して～

○
もりかわ し ほ

森川 志帆、山田 久美、有江 貴美枝、兵部 佐代子
NHO 愛媛医療センター 1階病棟

近年グリーフケアの必要性がいわれているが、実践している病院は少な
い。A病院では、神経難病患者のレスパイト入院を数多く受け入れている
が、患者の死後遺族との関わりは急に途絶え、グリーフケアを実践できて
いないのが現状である。そこで、了承を得た 4名の遺族宅に訪問し、イン
タビューガイドを用いた半構造化面接を行い、許諾を得て遺族の語りを
ICレコーダーに録音した。面接から得たデータから逐語録を作成し、文
脈ごとにその意味を考えコード化した結果、「闘病生活の辛さ」「臨終場面
の振り返り」「関わってくれた人への感謝」「介護に対する達成感」「家族を
亡くした悲しみを乗り越える」の 5つのカテゴリーに分類できた。そし
て、遺族らそれぞれの語りから、順調に悲嘆の過程を辿り、悲嘆作業完了
させることができていたと考えた。また、神経難病の遺族らが比較的短期
間で順調に悲嘆の過程を辿れていたことに対して、介護への達成感が大
きく関わっているのではないかと考える。遺族は長期間に渡って在宅療
養を続けることを選択し、患者自身の意に沿った最期を迎えるために、最
大限の努力をしてきた。この遺族の思いの中から抽出された達成感は、レ
スパイト入院を繰り返し利用した神経難病患者遺族の特徴であると考え
る。そこで、発症時を知る者、在宅療養を知る者、入院中や死亡時を知る
者たちが訪問し、遺族にねぎらいの言葉を掛けながら遺影の前で語り合
うことで、悲嘆作業が完了されるのではないかと推察された。今後は、こ
の結果を基礎資料とし、病棟看護師のグリーフケアの在り方検討してい
きたい。

O-25-3 A救命救急病棟における脳血管障害をもつ患
者の関節拘縮に関する実態調査

○
くりはら ひとし

栗原 仁、辻 恵子、小坂 龍嗣、細田 里奈、森垣 剣悟、
土屋 奈都美、高見沢 愛弓

NHO 災害医療センター 看護部

【目的】A救命救急病棟（以下救命とする）における脳血管障害をもつ患
者の実態を調査し、関節拘縮と関わりのある要因を検討することで、関節
拘縮予防に向けた看護について考察する。【倫理的配慮】院内倫理委員会
の承認を得て実施した。また匿名化することにより個人の特定を防いだ。
【方法】対象：救命に入院中の脳血管障害をもつ患者、調査期間：2013
年 7 月 1 日～9月 30 日、調査方法：文献検索や資料などを基に作成した
情報収集フォームを用いて、入院から 7日間連続して観察した。加えて第
1指橈側外転、足関節の背屈・底屈、股関節の屈曲の関節可動域を測定し
た。測定した部位の角度が、入院初日の角度と研究最終日の角度を比較し
て 10 度以上低下している対象者を「拘縮あり」とし、10 度以上低下して
いない対象者を「拘縮なし」とした。分析方法は「拘縮あり」群と「拘縮
なし」群に分類後、単純集計法にて情報収集フォームの各項目を比較検討
した。【結果】対象者 23 名の内、拘縮ありの対象者は 15 名で、拘縮あり
群と拘縮なし群に分けて各項目を比較した結果、大きな差は見られな
かった。23 名中 18 名の対象者が理学療法士によるリハビリ介入がされて
いた。その中で、リハビリ早期介入群 13 名のうち 9名の対象者に拘縮が
発生していた。このことから、理学療法士によるリハビリが早期に介入さ
れていても、関節拘縮予防としては不十分であると考えた。【結論】作成
した情報収集フォームの関連因子では、関節拘縮と関わりのある要因を
明らかにすることができなかった。また救命に入院しているすべての患
者に対して、早期から積極的に関節拘縮予防の介入を行っていく必要が
あると考えた。

O-25-4 末梢静脈カテーテルの血管外露出から下肢切
断に至った1症例

○
く ま い か よ

熊井 佳代1、三谷 あずさ1、船津 栄2、宮田 聡子2、村下 一晃3

NHO 横浜医療センター 看護部1、NHO 横浜医療センター 皮膚科2、
NHO 横浜医療センター 形成外科3

＜はじめに＞末梢静脈カテーテルは生体へ水分や栄養補給、必要な薬剤
の投与などを目的に挿入される。今回、末梢静脈カテーテルを留置した部
位に血管外露出を生じ、時間の経過とともに壊死となり下肢切断に至っ
た症例を経験したため報告する。＜倫理的配慮＞個人が特定されないよ
う配慮した。＜事例紹介＞70 代 男性 ASOにて手術歴あり。201X年
2 月急性硬膜下血腫にて入院。3月 29 日に右足背に末梢静脈カテーテル
留置。4月 4日に 11cm×8.5cmの発赤～暗紫色を帯びた水疱形成を認め、
皮膚科受診し被覆材貼付。4月 9日に創底は暗紫色を呈し、感染を考慮し
て外用剤へ変更。皮膚・排泄ケア認定看護師も介入し、褥瘡予防のための
下肢挙上は、挙上し過ぎないこと、外転しない様に除圧枕を挿入するよう
指導した。4月 23 日に血管外漏出部位は壊死を呈し時間の経過とともに
拡大。5月には右脹脛まで拡大し、6月に膝上 15cmの大腿骨切断術を施
行した。＜考察＞下肢の静脈穿刺は、深部静脈炎や血栓症を起こす可能性
が高いと言われ、CDCガイドラインでは、留置部位は下肢ではなく上肢
を挿入部位とすることを推奨している。留置部位に下肢を選択する場合
は、下肢血流評価や既往歴の確認、留置部位及びルート固定部位の皮膚観
察の徹底と留置期間や投与経路変更を早期に考慮する必要がある。褥瘡
予防においては、挙上する高さや除圧枕の挿入方法などを考慮する必要
がある。＜まとめ＞今回の症例のように、血流低下の可能性が考えられる
下肢への末梢静脈カテーテル留置は慎重に行う必要がある。留置した場
合は、観察の徹底や投与経路の変更を考慮する必要がある。また、下肢の
血流を意識した褥瘡予防ケアを行う必要がある。
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O-25-5 超緊急帝王切開に対する手術室看護師と産科
病棟スタッフの意識調査

○
か わ だ く り り ん

河田 空理鈴、高橋 美智子、原田 麻美、山下 小百合、
大山 香織、片山 朋子

NHO 呉医療センター・中国がんセンター 手術室

1，目的：超緊急帝王切開時の手術室看護師と産科病棟スタッフの行動や
意識に違いがあるのか明らかにする。2，方法：帝王切開の外回りが可能
な手術室看護師 20 名、ベビーキャッチャー・申し送りが可能な産科病棟
スタッフ 25 名を対象とした。質問紙を配布し、超緊急帝王切開時の手術
決定から児娩出までの行動を帝王切開時と同様に行動するか、行動する
ことの重要性に対する意識、教育体制について調査した。行動は χ2検定、
意識はMann�Whitney 検定により違いを測った。本研究はA病院看護部
の承認を得た。3，結果：手術室看護師と産科病棟スタッフの行動と意識
において、23 項目中「産科病棟スタッフによるインファントウォーマーの
チェック」が 100％一致した。一方で「クラッシュ挿管介助」、「産科病棟
スタッフによる児心音の聴取」などの 5項目は行動で、また、「手術室看
護師による吸引の水の準備」や「術衣・下着の除去」の 2項目で行動と意
識に有意差があった。今後希望する各部署の取り組みとして「共同シミュ
レーション」が挙げられた。4，考察：手術室と産科病棟スタッフは互い
の行動理由や必要性を知らないために行動や意識に違いを生じていると
考える。立場や役割が違うことで優先度に違いが生じた可能性があるた
め、互いの行動や理由を知ることで、より協力が可能となると考える。ま
た、共通の手順書がないことで個人の捉え方にずれが生じ、行動のずれに
繋がった可能性があるため経験知ではなく手順に基づいた共通認識で臨
む必要があると考える。5，結論：超緊急帝王切開時の手術室看護師と産
科病棟スタッフの行動や意識は「クラッシュ挿管介助」「手術室看護師に
よる吸引の水の準備」等において違いがあった。

O-25-6 国際腹膜透析学会ガイドライン出口部評価ス
コアの点数化低減のための取り組み

○
くまがい と も み

熊谷 友美、小山 真利子、稲本 結美、岡村 梅子、首村 守俊、
川口 武彦

NHO 千葉東病院 血液浄化センター

【目的】腹膜透析（PD）を継続する上で出口部トラブルから波及する合併
症を予防することは極めて重要である。出口部ケアの方法は様々な手技
が推奨されているため、指導方法が異なることで患者は混乱し出口部ト
ラブルの要因となる。今回、病棟・外来の PDスタッフの間で出口部ケア
の標準化を図り、PD導入後の ISPDガイドライン出口部評価スコア（以
下 ISPDスコア）が低減できるか明らかにした。【方法】指導統一のため、
出口部ケアマニュアルを作成し、病棟・外来の PDスタッフを対象に勉
強会を実施した。勉強会前に PDを導入した患者 10 名と勉強会後に導入
した患者 10 名の ISPDスコアの比較を行った。【結果】勉強会前の患者の
平均年齢は 55.6 歳、勉強会後は 57.3 歳であった。患者の男女比は、勉強
会前は男性 7名・女性 3名、勉強会後は男性 6名・女性 4名であった。原
疾患は、勉強会前・後ともに糖尿病が 7名、非糖尿病が 3名であった。勉
強会後、導入患者 10 名全員が統一した出口部ケア方法を実施していた。
勉強会前・後の ISPDスコアを中央値で比較すると、導入後 1か月の時
点では勉強会前で 2点、勉強会後で 1点、また 2か月の時点では勉強会前
で 2点、勉強会後で 1.5 点とそれぞれ低減した。【考察】標準化した出口部
ケアマニュアルを用いる事で一定基準の指導提供ができた。さらに、病棟
と外来でスタッフ勉強会を実施した事で出口部ケアの共通認識を持つ事
ができ、患者が統一したケア方法を習得できた。その結果、導入患者の
ISPDスコアは低減され、出口部ケアの標準化は出口部トラブル予防に効
果があることが示唆された。

O-26-1 うつ症状のあるCOPD患者への在宅にむけて
のアプローチ

○
ほり けいいちろう

堀 圭一朗、太田 恵子、井上 周子、永井 里香
NHO 南京都病院 西病棟4階

【はじめに】COPD患者はうつ症状を高頻度に認め、それに付随した呼吸
困難感や不安の存在により意欲、筋力、精神活動の低下といった状況が散
見される。そこで心理的支持の方法、セルフケア場面での動作の促し方を
考えうつ症状の軽減、ADLの向上を目標に取り組んだ。【事例紹介】○氏、
70 歳代男性、COPD。酸素療法、NPPVを使用している。妻と 2人暮らし。
日常生活動作、治療に対しても無気力であり、時に希死念慮の訴えもあっ
た。【看護の実際】病棟での生活にメリハリをつけ、悲観的な発言に対し
ては会話の中で自信が持てる様関わった。治療の場面では医師と共に
NPPV装着を促し、ADLの向上については理学療法士と呼吸困難を緩和
する動作方法を指導した。結果BI、P�ADLで評価し有意なADLの向上
がみられた。退院日の検討が始まると妻に対し、在宅に向けての指導を実
施した。【考察、結果】不安やうつ症状を伴うCOPD患者には心理的サ
ポートや、運動療法継続に関するモチベーション向上への介入が重要と
なってくる。加えてADLの低下した○氏を妻がどの様にして在宅で看て
いくのかも、退院を阻害する要因となる。悲観的な発言に対しては、会話
の中で患者と共有できる内容を持ち、それを一緒に確認していくことで
患者へ安心感を与えることが出来たと考える。治療の場面では高炭酸血
症、呼吸不全の状態まで進行すると種々の精神神経症状が出現する可能
性が知られているためNPPVの装着は、身体症状、精神症状の改善に繋
がったと考える。加えて妻の負担を如何に軽減するかを検討することが、
○氏が在宅に帰れるかの重要項目となった。負担を軽減するためにADL
の向上、妻の介護技術の習得、社会資源の活用を行った。

O-26-2 強迫症状のある統合失調症の患者に認知行動
療法を試みて

○
や の よ う こ

矢野 陽子、川瀬 祥文、上野 まゆみ
NHO 帯広病院 7病棟

【目的】強迫症状と陰性症状のある統合失調症患者に認知行動療法（以下
CBT）を用いた看護を行った事が、患者の生活適応能力にどのような効果
があったのかを明らかにする。【方法】統合失調症の入院患者 1名に対し
CBTを実施。患者に、個人情報の保護を説明し承諾を得た。4期に分けて
CBTを実施、前後で LASMI と Y�BOCSで評価。行動実験、行動表、が
んばり表、面接中の表情や言動からデータを収集。【結果】手洗いに対す
る認知が変容し、手洗いの時間が短くなり維持できた。行動表が習慣化
し、1日を振り返ることで生活リズムが変化した。LASMI の評価は、D・
I・Wの項目で点数が減少、Y�BOCSは前後ともに軽度の強迫性障害の
判定であった。【考察】A氏と看護師が、手洗いの問題を明確にして共有
し、行動から介入したことで認知の変容に繋がった。行動表は、記入でき
たことを賞賛したことで習慣化し、記入のため時計を見ることで時間の
感覚が生まれ、日課を意識して行動する機会になった。がんばり表の実践
で得られる報酬が、A氏の励みや自信に繋がった。A氏が自分の意見を言
えるようになったのは、協同関係を構築したためと考える。CBT前後の
LASMI の評価でD・Wの減少は、手洗いの改善と行動表の習慣化によ
るもので、Iの減少は、CBTの関わりが感情の平板化に作用したためと考
える。一方で、Y�BOCSの評価は、A氏自身の困りごとという認識を欠い
ている影響があり変化がなかったと考える。【結論】1．陰性症状と強迫症
状のある統合失調症患者にCBTを行うことは、生活適応能力の向上に有
効であった。2．CBTの基盤となる協同関係は、陰性症状のひとつである
感情の平板化にも効果があった。
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O-26-3 管理困難な尿路ストーマ患者に窓付き装具を
使用しQOLが向上した一例

○
まつもと み わ

松本 美和、水沢 弘哉、齊藤 徹一、原 寛彰、竹堤 美代子、
宮澤 藍、冨岡 郁

NHO 信州上田医療センター 外来

【はじめに】管理困難な尿路ストーマ患者に対しストーマ装具の工夫を
行った結果、QOLが向上したので報告する。【患者紹介・介入までの経
過】S氏：80 歳代男性。1990 年に他院でマインツパウチ造設。2008 年か
ら導尿困難となり膀胱留置カテーテル留置。2012 年にストーマ周囲の
メッシュ感染しメッシュ除去部とストーマ粘膜を貫くろう孔を生じ、同
部位から尿漏れ発生。禁制尿路ストーマでストーマ装具は使用していな
かった。尿漏れ出現後もカテーテル挿入中でありストーマ装具使用の検
討はされていなかった。尿漏れに対してはオムツで対応していたが、尿汚
染は頻回。ストーマ周囲は広範囲に浸軟やびらん、近接部には瘢痕、6
時方向に 5mm大の肉芽あり。【ケアの実際】腹壁の状況からストーマ装具
の使用が可能と判断、ストーマ装具の使用について提案。S氏の表情硬く
「今まで漏れていたのにそう簡単に良くなるわけがない」と不安が聞かれ
た。交換は訪問看護師との連携が可能な事について説明し、ストーマ装具
使用の同意を得た。窓付きストーマ装具を使用。一連の方法について S
氏、家族に説明。同様の内容を訪問看護師に電話と書面で連絡し在宅で実
践いただいた。【結果・考察】カテーテル挿入中でストーマ装具使用が困
難と思われていた症例であったが、窓付き装具使用でカテーテル留置の
ままろう孔から漏れた尿を袋内に収集できた。尿漏れの改善で皮膚障害
も改善し衣類や寝具汚染がなくなった。S氏の表情は明るくなり、言動も
前向きになった。家族からも不意の寝具交換がなくなり楽になったとの
言葉が聞かれた。尿漏れの改善が S氏のQOLを向上させたと考える。

O-26-4 効果的な麻薬自己管理指導を行うには

○
う ち は ら ひ ろ み

宇地原 大海、川又 隆文、椎木 良美、村田 佐恵、石井 聡子
国立がん研究センター東病院 看護部

【目的】入院中から麻薬自己管理の導入を目指し、その第一段階として、
看護師が麻薬自己管理を目指した服薬指導に自信が持てるようになる事
を目的とした。【方法】2013 年 7 月から 12 月にA病棟所属の看護師 48
名を対象とし、麻薬の知識・患者への麻薬内服指導に対する自信の程度
について質問紙調査を行った。麻薬知識の勉強会を行い、前後で麻薬の知
識を問う小テストを実施し、知識の向上の程度を評価した。また、麻薬内
服患者に対する薬剤師介入のタイミング・依頼方法を決定し、周知を行
い、前後で麻薬初回導入患者への薬剤師介入率を調査し、薬剤師との連携
向上の程度を評価した。これらの活動後再度、麻薬の知識・患者指導に対
する自信の程度について質問紙調査をし、自信の向上に繋がったのか評
価を行った。【結果】質問紙の回収率は 100％であった。1．事前調査では
麻薬の知識について「自信がある」と回答した者は 0％で、活動後に「自
信がある」と回答した者は 49.9％であった。2．勉強会の前後で小テスト
（10 点満点）を行った結果、勉強会前平均 4.8 点、勉強会後平均 9.3 点で
あった。3．薬剤師との連携方法を周知する前の麻薬初回導入患者への薬
剤師介入率は 14％、周知後は 75％であった。【考察】スタッフが不足して
いると感じている知識、これまで統一されていなかった連携方法に介入
する事で、スタッフは自信を持てるようになった。今後は服薬指導の内容
について統一を図る必要がある。【結論】知識の統一を図ること、薬剤師
との連携方法を周知することは、看護師が自信をもって麻薬自己管理指
導を行うための第一段階として有効である。この結果から、今後の患者指
導の内容の介入に繋げられるものとなった。

O-26-5 ネーザルハイフローを使用した終末期患者に
おいて、QOLの著明な改善が見られた事例の
経験

○
いわみつ か な

岩満 加奈1、角 謙介2、藤原 直子1、榮 圭子1、森 真理1、
尾中 昭之1、小栗 晋2、佐藤 敦夫3、樋口 久子1,5、
川上 起久子4、椎葉 尚子4、坪井 知正1

NHO 南京都病院 西病棟5階1、NHO 南京都病院 呼吸器科2、
NHO 南京都病院 内科3、NHO 南京都病院 看護部4、
NHO 京都医療センター 看護部5

【はじめに】ネーザルハイフローは高濃度・高流量の酸素を鼻カヌラから
吸入でき、食事・コミュニケーションなどの面からマスク式の酸素投与
に比べ、患者のQOLの維持・向上に大きく寄与する。そのため近年、終
末期患者の呼吸管理にその使用が広がっている。
今回、ネーザルハイフローを使用した終末期患者において、QOLの向上
が見られた 3事例を経験したので報告する。
【事例】症例 1 : 59 歳男性肺がん終末期、症例 2 : 64 歳男性間質性肺炎終末
期、症例 3 : 67 歳男性間質性肺炎終末期
それぞれ呼吸状態の悪化による低酸素血症のため、高濃度・高流量の酸
素吸入が必要となりネーザルハイフローを使用した。3氏ともに最期のと
きまで自分らしく、家族との時間を過ごしたいと願っていたが、ネーザル
ハイフローを使用することにより、マスク式の酸素投与に比して鼻・口
周辺に障害物が少なく、且つ呼吸状態も一定期間の安定が得られたため、
食事や清潔面、コミュニケーションなどにおいて、自分らしい時を過ごす
ことができた。
【まとめ】ネーザルハイフローにより腫瘍性疾患のみならず、非腫瘍性疾
患においても、終末期患者のQOLが向上する症例が存在する。

O-26-6 千葉東病院における腎代替療法選択外来への
取り組み―レシピエント移植コーディネー
ターの立場から腎移植について―

○
はしづめ りょう

橋詰 亮1、大河原 賀子2、太田 有希2、増原 光枝2、稲本 結美2、
岡村 梅子2、首村 守俊3

NHO 千葉東病院 看護部・レシピエント移植コーディネーター1、
NHO 千葉東病院 看護部・血液浄化センター2、
NHO 千葉東病院 内科・血液浄化センター3

当院は腎疾患の高度専門医療施設として腎疾患治療へ取り組んでいる。
CKD教育入院、療法選択外来、腎代替療法における血液透析・腹膜透
析・腎移植の治療を行うことができ、包括的な治療を行う体制が整えら
れている。腎代替療法は患者のライフスタイルにより治療のメリット・
デメリットが異なり、患者にとって一番良い腎代替療法を選択すること
はCKD治療において非常に重要である。その中で療法選択外来は、患者
自身に治療選択の機会を与える情報提供の場として大きな役割を担って
いる。当院の療法選択外来は、血液透析・腹膜透析のみならず腎移植の知
識と経験も豊富な血液浄化センタースタッフを中心に説明を行ってい
る。さらに、質の高い腎代替療法について説明ができるよう透析・移植医
療に関する勉強会を積極的に行い、スペシャリティを活かした活動に力
を入れている。今回、血液浄化センタースタッフと連携し、腎移植を専門
とするレシピエント移植コーディネーターが療法選択外来へ介入するシ
ステムを構築した。腎移植を希望する・しないに関わらず平等に情報提
供することで治療選択の幅が大きく拡がる。特に献腎移植のように長期
待機期間を要する場合、初期の段階での説明・登録は重要である。また、
抗免疫抑制療法を必要とするため感染症や拒絶反応等について十分理解
しなければならない特殊性の高い治療であることを説明する。このよう
に各専門職種が介入することで質の高い療法選択外来を実現したので活
動状況を報告する。
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O-27-1 当院における出生体重1500g以上の低出生
体重児のフォローアップの現状

○
たかやなぎ としみつ

高柳 俊光、平原 恵子、江頭 政和、井上 博晴、水上 朋子、
江頭 智子

NHO 佐賀病院 小児科

【背景】当院総合周産期母子医療センターでは、極低出生体重児は全例学
童期までのフォローアップを原則としているが、出生体重 1500～2500g
児の健診体制は定まっていない。一方、欧米では Late Preterm 児を含む
低出生体重児は、成熟児と比較して身体および精神運動発育に問題が多
いことが指摘されている。そこで出生体重 1500g 以上の低出生体重児の
当院におけるフォローアップの現状を検討した。【対象】平成 20 年 1 月か
ら平成 23 年 12 月までに当院に新生児期に入院し、乳児期に発達外来を
受診した、染色体異常や明らかな奇形症候群などの基礎疾患を有しない
599 名を、出生体重 1500～1999g の 1 群（n＝215）と出生体重 2000～2499
g の 2 群（n＝374）に分類した。【検討項目】（1）各群におけるKey age
（3 カ月�6 カ月�9 カ月�12 か月）の受診率の推移、（2）フォロー終了時の
転帰（引き継ぎ状況）【結果】（1）各群のKey age の当科受診率（％）は 1
群で順に 70�60�55�55、2 群で 32�23�19�19。（2）地域の診療施設への紹介
症例は 1群で 35 例（16％）2群で 71 例（19％）、健診満了（以後は通常の
乳健受診を推奨）は 1群で 44 例（20％）2群で 188 例（50％）、詳細不明
が 1群で 18 例（8％）2群で 39 例（10％）であった。【考察】当院の低出
生体重児（≧1500g）の乳児期を通じてのフォローアップ率は 1群で 55％
2 群で 19％、地域の医療施設との連携を含めても 1群で 71％2 群で 38％
であった。彼らのフォローアップ体制と臨床情報の共有のあり方は今後
の検討課題である。

O-27-2 重篤な疾患を持つ可能性を胎児診断された新
生児に対する長良医療センターでの取り組み

○
う ち だ やすし

内田 靖1、舘林 宏治1、丸田 香奈子1、下川 祐子1、森田 秀行1、
舩戸 道徳1、金子 英雄1、浅井 一彦2、島岡 竜一2、三輪 玲亜2、
松井 雅子2、千秋 里香2、岩垣 重紀2、高橋 雄一郎2、
川鰭 市郎2、平岡 淳子3、上田 奈々3

NHO 長良医療センター 小児科1、NHO 長良医療センター 産科2、
NHO 長良医療センター 看護部3

【はじめに】長良医療センター産科では胎児診断・治療を積極的に実施し
ており、その中には重篤な疾患が予想される胎児も存在する。当院産科開
設後、このような児への対応は主に産科医師が担当していた。
【目的】重篤な疾患が予想される児への対応を再検討する。
【方法】対象疾患として 18 トリソミー、13 トリソミー、致死性四肢短縮症、
無脳症、Potter sequence 等を想定し、「重篤な疾患を持つ新生児の家族と
医療スタッフの話し合いのガイドライン」（2004 厚生労働研究班 田村正
徳ら）等を参考に医療スタッフ全体で当院での対応を検討した。
【結果】「こどもの最善の利益」を「家族の一員として迎えられ、出来るだ
け家族とともに過ごすこと」と定義し、児に残されている時間を大切に扱
うことを目標とすることとした。具体的には重篤な疾患を持つ可能性を
胎児診断された場合、できるだけ速やかに、各部門での担当者を決定し、
当院の方向性の確認を行い、それぞれの部門におけるケアプランを作成
し、その後に全体カンファレンスで症例提示、ケアプランの提案および修
正を行い、全体としての意思統一を図る体制を構築した。
【考察】小児科医師は、新生児を治療する立場から「やり過ぎ医療」へ、
産科医師は母体優先の立場から「やらなさ過ぎ医療」へ傾きやすい。「こ
どもの最善の利益」を最優先とした立場は家族、医療者ともに受け入れや
すく、全関係者の思いを共有するのに有用であると考えた。今後は他施設
の取り組みも参考とし、より良い体制作りに努力して行きたい。
【結語】長良医療センターにおける重篤な疾患を持つ可能性を胎児診断さ
れた新生児に対する取り組みの現状を報告した。

O-27-3 BiPAPで呼吸管理を行っている13トリソ
ミーの男児例

○
つ か だ ひ ろ き

塚田 洋樹1、大月 純1、吉川 健太郎1、倉田 研児1、松崎 聡1、
竹内 さつき1、石田 修一1、山田 慎二1、岩崎 康1、古本 雅宏2、
花村 真由3、北原 正志4、樋口 司5

NHO まつもと医療センター 中信松本病院 小児科1、信州大学 小児科2、
花村医院3、市立甲府病院 小児科4、長野県立こども病院 総合小児科5

13 トリソミーは 13 番染色体の全長あるいは一部の重複に基づく先天異
常症候群で、出生 5000～12000 名に 1名の頻度でみられる。1年生存率は
5.6�8.6％、生存期間の中央値は 7�10 日といわれている。生命予後に直結
する重要な合併症は呼吸・循環器系に関するものである。症例は入院時
生後 1か月の男児。口唇口蓋裂、心房中隔欠損症（小欠損）・軽症肺動脈
弁狭窄症、難聴、緑内障があり、染色体検査で 13 トリソミーと診断した。
血液検査で呼吸性アシドーシスとBNPの上昇を認めた。上気道閉塞の急
速な進行があり、そのために生後 2か月時に右室圧が左室圧を上回るよ
うになった。経鼻エアウェイを試みたが呼吸状態の改善がないため、在宅
酸素を導入し退院した。しかし生後 3か月の時に呼吸状態の悪化があり、
BiPAPを導入した。導入後呼吸性アシドーシスの改善を認めた。肺高血圧
も著明に改善し、生後 9か月時に右室圧が左室圧を下回るようになった。
心エコーでも 2か月と 7か月時を比較すると右室腔の狭小化を認めた。
BNPはピークの 664.3 から 9.6pg�ml へと正常化した。1歳 3か月の時に
全身麻酔下に口唇裂形成術を行うこともできた。BiPAPを用いることで
気管内挿管を回避しつつ呼吸管理を行え、肺高血圧を改善することがで
きた。染色体異常の小児でもBiPAPを使用することでQOLが向上し、家
族の一員として一緒に暮らせることは重要と考えられた。染色体上だと
してもBiPAPは試みるべき治療である。

O-27-4 感覚刺激により哺乳行動を高める取り組み
～口唇刺激・口腔内塗布を導入して～

○
く ま だ

熊田 かおり、鈴木 麻紀、佐瀬 由布子、古川 喜美子
NHO 福島病院 周産期母子医療センターNICU

A病院NICUでは、超低出生体重児に対し修正 34 週を目安に哺乳支援を
開始しているが、経口哺乳が進まず、半年以上胃管チューブが抜けない児
もいた。そこで、哺乳行動を高める取り組みを行った。【目的】口唇刺激
を行い児の感覚発達を促すとともに、母乳（ミルク）の口腔内塗布を実施
することで哺乳行動を促進させる。【研究方法】・在胎週数 24 週 0 日以降
の出生児に対して、3時間の授乳毎に児の指で口唇を刺激する。開口や口
唇の動きがみられたら、綿棒に含ませた母乳を口腔内塗布する（以下、口
唇刺激、口腔内塗布を合わせた刺激を感覚刺激とする）。・終日経口可能
となるまで哺乳行動の変化をみる。【結果】8児を対象に感覚刺激を行い
state が 2～3 でしかめ顔多くみられたが、開口、吸啜とも初回よりみられ
た。哺乳行動では、全児ともストレスサインは無く、吸啜が続いた。哺乳
支援開始 35 週から 37 週が 5例、38 週～40 週が 2例、感覚刺激からすぐ
に直母へ移行したのは 1例あった。【考察】8児とも感覚刺激を行うこと
で、刺激に対する反応はほぼなくなり、母乳を異物と感じず哺乳できた。
これは、味覚や嗅覚が定着出来たためと考える。また、口唇刺激・口腔内
塗布は延髄の成熟を促し、哺乳行動に移行できたと考える。早期に、感覚
刺激を取り入れることは、哺乳行動の促進につながると考える。2年間の
取り組みで感覚刺激は哺乳行動を高める行為であることが立証できた。
【結論】超低出生体重児であっても出生後早期から感覚刺激を取り入れる
ことは、味覚・嗅覚を刺激し、哺乳行動への移行・向上させるために有効
である。【倫理的配慮】研究対象児の両親へ承諾をいただき、プライバシー
厳守する。
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O-27-5 先天性代謝異常症の離乳食指導について

○
む ら た あ き こ

村田 明子1、沢谷 里江1、松本 信子1、重冨 浩子2、田中 藤樹2、
長尾 雅悦2

NHO 北海道医療センター 栄養管理室1、NHO 北海道医療センター 小児科2

【目的】フェニルケトン尿症、プロピオン酸血症、メチルクロトニルグリ
シン尿症など様々な先天性代謝異常症は、一生涯食事療法が必要である。
先天性代謝異常症のセンター病院である当院では、これまでも先天性代
謝異常症の食事指導を行っていた。しかし、食事療法の導入段階である離
乳期では、食事療法の必要性や方法がまだしっかりと認識されておらず、
さらに慣れない離乳食を作ることが重なり、養育者への負担が大きかっ
た。時には混乱してしまう例もみられた。今回、その負担を軽減するため
に、離乳期に特化した先天性代謝異常症の食事指導媒体を作成したので
報告する。
【方法】それぞれの疾患の制限する物質と食品との関係をイラストを用い
てまとめ、資料の冒頭に記載した。次に離乳食初期、中期、後期、完了期
の食形態・作り方・目安量を写真付きで掲載した。例えばフェニルケト
ン尿症では、フェニアルアラニン（Phe）の制限が必要で、通常 Phe212
mg になるフレンチトースト（食パン 30g 分）も、卵・牛乳不使用、南瓜・
特殊ミルク・低蛋白食パン 30g 使用で作ると Phe は 17mgまで減らすこ
とができた。その他、食事以外にもおやつ、誕生日のレシピを考案した。
【結果】1つの指導媒体で、食事療法と離乳食が進められるようになり、養
育者は混乱することなく前向きに食事療法に取り組めるようになった。
また、食べられる食材や目安量が的確に伝わるようになり、治療が円滑に
進み、患児も順調な発育を遂げることができた。
【総括】先天性代謝異常症のレシピを充実させることが患児の食事の質を
高めることにつながり、食事療法の継続が容易になりうる。今後もレシピ
を考案し、食事療法に貢献していきたい。

O-28-1 当科におけるエピペン処方に関する検討

○
やました たかひろ

山下 貴大1、緒方 美佳1、水上 智之1、森永 信吾1、
山本 紗友梨1、徳永 実波2、源川 円2、萩尾 知世1、高木 一孝1

NHO 熊本医療センター 小児科1、NHO 熊本医療センター 看護部2

【目的】アナフィラキシー初期対応としてのアドレナリン自己注射（エピ
ペン）の重要性が認識されている。今回当科でエピペンを処方された患者
を検討し、現状の分析、今後の課題について検討した。【対象と方法】2012
年 4 月 1 日から 2014 年 5 月 31 日までに当科でエピペンを処方された 77
名について診療録をもとに後方視的に検討した。【結果】患者内訳は男 48
名、女 29 名。期間中に 0.3mg が 40 本、0.15mg が 86 本処方された。当科
では全例食物アレルギーであり、その中で食物依存性運動誘発アナフィ
ラキシー疑いが 6名であった。誘発原因食物としては、牛乳 64.9％、卵
68.8％、小麦 23.4％、その他 35.1％であった。既往として、喘息が 55.8％、
アトピー性皮膚炎が 67.5％にあった。エピペン処方後の grade3 以上のア
ナフィラキシーは 12 名（14 件）で、そのうち 11 名（13 件）にエピペン
が使用され、残りの 1件は早期に病院受診しており、エピペンは使用しな
かった。アナフィラキシー発症 14 件中、4件は学校内での発症であった。
【考察】エピペン所有者の 7人に 1人が処方後にアナフィラキシーにてエ
ピペンを使用しており、エピペンの重要性が再認識された。また、エピペ
ン所有者の多くは喘息の既往があり、アナフィラキシー症状軽減のため
にも喘息の適切な治療管理が重要と思われる。学校内での発症もみられ、
教育機関との情報交換が重要である。また小児救急体制が充足している
とはいえない熊本県の状況を考慮すると、救急病院及び地域かかりつけ
医との連携も求められると考えた。

O-28-2 携帯用患者家族向けアレルギー症状の重症度
評価と対応マニュアルの改良

○
やなぎだ のりゆき

柳田 紀之1、佐藤 さくら2、井上 隆志1、西野 誠1、竹井 真理1、
山本 幹太1、小川 絢子2、小倉 香奈子1、永倉 顕一1、
浅海 智之1、江村 重仁1、岡田 悠1、海野 浩寿1、真部 哲治1、
小倉 聖剛2、飯倉 克人1、海老澤 元宏2

NHO 相模原病院 小児科1、NHO 相模原病院 臨床研究センター2

【背景】国立病院機構相模原病院小児科で食物アレルギー症状の重症度に
応じた対応法を記載したA6判の携帯用患者家族向けマニュアル（以下
マニュアル）を 2013 年 3 月に作成した。保護者および小学校教職員への
マニュアルに対するアンケートの結果から文字とサイズをより大きくす
ることが望まれていることが明らかになった。2014 年 5 月に文字の大き
さは変えずに、ページ数を 4ページから 2ページに減らし、記載内容を
絞って文字数を減らしたマニュアル（新マニュアル）を作成した。
【目的】新マニュアルと改良前のマニュアル（旧マニュアル）に対する理
解度を比較することにより、新マニュアルを評価する。
【方法】エピペン（R）講習会を受講した小学校の教職員のうち旧マニュア
ルを配布した 214 名および新マニュアルを配布した 114 名を対象に無記
名選択式のアンケートを行った。
【結果】内容に関しては旧マニュアルは 82％、新マニュアルは 79％が分か
りやすいと回答した。重症度と対処法はそれぞれ 57％、66％、エピペンの
使い方に関しては 87％、83％が分かったと回答した。字の大きさに関し
てはもっと大きい方が良いと答えたのが 45％、33％と有意（p＝0.004）に
新マニュアルの方が少なかった。マニュアルの大きさに関してはもっと
大きい方が良いと答えたのは 27％、15％であり、有意（p＝0.008）に新マ
ニュアルの方が少なかった。
【結論】文字の大きさとサイズは変えずに文字数およびページ数を減らし
たにもかかわらず、理解度は低下せず、より大きな文字や大きなマニュア
ルを希望する割合は有意に減少した。新マニュアルは旧マニュアルと比
較して内容的に劣らず、比較的見やすいマニュアルであると考えられた。

O-28-3 初回喘鳴児における起因ウイルスの検討

○
す が い か ず こ

菅井 和子1、宮地 裕美子2、塚越 博之3、野田 雅博4、
山田 裕美5、吉原 重美6、木村 博一4、池田 政憲1、岡山 吉道7

NHO 福山医療センター 小児科1、NHO 横浜医療センター 小児科2、
群馬県衛生環境研究所3、国立感染症研究所4、やまだ胃腸科内科小児科5、
獨協医科大学 小児科6、
日本大学 医学部医学教育企画・推進室 免疫・アレルギー学グループ7

【背景】乳幼児の喘鳴性疾患においては、ウイルス感染を契機とする場合
が多いと考えられ、反復喘鳴やぜん息発症の原因となり、その原因および
病態解明が喘息発症予防において重要である。【目的】気道感染により初
回喘鳴を呈した児における起因ウイルスを検索同定する。【対象および方
法】生まれて初めて気道感染を契機に喘鳴を呈し、入院加療を行った乳幼
児を対象。入院時の鼻汁ウイルスをRT�PCR法にて検索した。また、吸
引喀痰スメアの細胞分画も検討した。【結果】75 例（7.4±6.7 ヶ月、男児
44 例、女児 31 例）を対象とし、うちウイルス検索の行われた 70 例の結果
に関し検討を行った。70 例中 4例をのぞいて全例何らかのウイルスが検
出された。検出ウイルスの内訳（重複例含む）は、RSウイルス 50 例、ラ
イノウイルス 21 例、メタニューモウイルス 4例、ボカウイルス 3例で
あった。前述のウイルスが 2種類同時に検出された症例は 12 例であっ
た。血中好酸球数は 183.5±229.1�μl、喀痰中好酸球は 48.4±24.6％（末梢
血中では、2.0±2.6％）であった。末梢血好酸球数と喀痰中の好酸球分画
割合に相関はみられなかった。【結論】乳幼児の感染に伴う初回喘鳴はほ
とんどの症例がウイルス感染によるものと考えられる。喘鳴児において
は、血中好酸球数増加は認めずとも、気道においては好酸球性炎症が起き
ていることが示唆された。乳幼児で感染に伴う喘鳴を呈する児では、気道
炎症を考慮しその後の観察を十分行うことが必要と考えられた。
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O-28-4 子どもが初めてけいれんした時の家族の対応
とその理由

○
たにもと めぐみ

谷本 恵、田中 美沙恵、藤澤 秀樹、津田 ひとみ
NHO 岡山医療センター 小児系病棟

【はじめに】熱性けいれんは乳幼児期に比較的多くみられる疾患である
が、知識がなく適切な対処ができない家族も少なくない。初めてのけいれ
んで受診あるいは入院となった子どもの家族に対し、子どもがけいれん
したときの対応とその理由について調査を行ない、家族への指導のあり
方について示唆を得たので報告する。【研究目的】子どもが初めてけいれ
んした時の家族の対応とその理由を明らかにする。【研究方法】調査期間
は平成 24 年 7 月～9月で実施した。対象は初めて熱性けいれんと診断さ
れた児の家族にアンケート調査を行った。データ分析は単純集計、クロス
集計を用いて行い、自由記載はKJ法を用いて分類した。【倫理的配慮】研
究参加の自由性の保障、今後不利益にならないこと、プライバシーを守る
こと、アンケートを回答した時点で同意とすることをアンケート用紙に
記載した。【結果】子どもがけいれんした時、一番初めに＜大声で呼びか
けた＞対応をした人が多かった。この理由は「気が動転した」「びっくりし
た」「意識を保たせるため」だった。初めに＜子どもを横に寝かせ観察をし
た＞＜けいれんの時間をはかった＞という対応をしていた人は過去にけ
いれんを対応した経験がある人が多かった。けいれんした時＜舌を噛ま
ないように口に何かをくわえさせた＞人は、40 年前に対応したことがあ
る祖父母から聞いていたからという理由だった。【結論】子どもがけいれ
んした時の家族の対応とその理由が明らかになり、子どものけいれんを
体験した家族は不安で心細く考える余裕もないほど子どもを助けること
に必死だったことが分かった。また、地域を含めての情報提供の場を設け
ることも必要となってくる。

O-28-5 成人患者と同室となった小児患者家族が感じ
るストレス―入院中のインタビュー調査か
ら―

○
さかもと

坂本 みなみ、森 美雪、大森 洋美、田中 幸子
NHO 熊本医療センター 6西病棟

A病棟は混合病棟であり、入院患者のうち小児患者の割合は約 20％であ
る。小児患者が入院した場合、小児同士での同室の方が望ましいとされて
いるが、A病棟では小児患者単独での部屋の確保が困難な現状がある。入
院した小児患者が成人患者と同室となることも多く、小児患者家族は精
神的なストレスを感じていると推察されるが、私たちはその実態を把握
できていなかった。【目的】成人患者と同室となった小児患者家族が感じ
るストレスについて明らかにする。【方法】1、A病棟に入院した 6症例の
小児患者家族に対してインタビューを行った。2、インタビュー内容を録
音して逐語録を作成し、類似したものをコード化した。3、2の内容につい
て質的帰納的分析を用いた。【結果及び考察】小児患者家族へのインタ
ビューの中では「隣の人に迷惑をかけてしまう」という言葉、温度・音・
消灯時間などの成人と小児の生活リズムの相違や、成人患者と信頼関係
を築けるかという不安が多く聞かれた。これらの内容は 24 のサブカテゴ
リー、8のカテゴリーに分類できた。その内容から『小児患者家族の同室
者への気遣いに対するストレス』『成人と小児の生活環境の違いに関連す
るストレス』『成人患者と同室となることへの漠然とした不安』という 3
つのストレスが明らかになった。現状として成人患者と同室での療養環
境をなくすことは困難だが、患児の年齢や性別、発達段階やその家族の特
徴を理解し、今研究で明らかとなった 3つのストレスを考慮した上で、小
児患者・家族との信頼関係を構築していきたい。

O-29-1 ATP測定によるテスト肺内部の環境調査～適
切な管理方法の検討～

○
はたけやま しん

畠山 伸、石川 唯華、滑川 隆、高橋 亜純、松田 恵介
NHO 仙台医療センター 臨床工学室

【背景】
急性期人工呼吸において動作確認以外にウイニング時のON�OFF法な
ど人工呼吸器を一時待機させる期間がある。その際、呼吸回路にテスト肺
を接続して待機や換気動作を継続する。当院はテスト肺内の汚染防止と
して患者ごとにバクテリアフィルタ（以下BF）を接続するが、テスト肺
内の汚染度は評価出来ていない。
【目的】
汚れの指標の一つとされるATP測定によるテスト肺内部の環境調査を
おこない、テスト肺の適切な管理方法について検討する。消化器内視鏡の
ATP管理基準は 100RLU以下が推奨とされている。テスト肺も再使用医
療機器と考え同基準を管理目標値としたい。
【対象および方法】
対象は、各人工呼吸器に備付けのテスト肺 15 個とした。方法は、テスト
肺内部の同一箇所を綿棒にてふきとり、キッコーマンバイオケミファ社
製ルミテスター PD�30 を使用しATP値を測定した。100RLUを基準値
とした。
【結果】
テスト肺内のATPは最小 3RLU、最大 5442RLUという結果であった。ま
た、15 個中 7個が 100RLU以上であった。7個のテスト肺については洗浄
をおこなった結果ATPは最小 5RLU、最大 86RLUと低下した。基準値以
下のテスト肺 15 個を約 1ヶ月使用した後のATPは最小 4RLU、最大 51
RLUであった。
【考察】
テスト肺内のATP高値は BF未接続での直接使用による有機物侵入が
原因と推測された。洗浄後および洗浄後一ヶ月使用したテスト肺内はす
べて 100RLU以下であったことから、洗浄後確実にBFを使用すること
でテスト肺の洗浄度は維持できるものと考えられる。当院ではBF確実
使用の周知と定期的な洗浄を加えて管理することとした。

O-29-2 人工呼吸器アラームとナースコール連動ケー
ブルの試作

○
た し ろ ひろたか

田代 博崇、北川 哉、新木 信裕
NHO 熊本医療センター 救命救急科

【はじめに】通常当院では一般病棟にて人工呼吸器を使用する場合、人工
呼吸器のアラーム音が聞こえやすいようスタッフステーションに近い病
室を使用している。もし何らかの理由により患者の隔離が必要となった
場合、病室を運用する上では最も奥の病室を使用する方が望ましい。しか
しそれではアラーム音が聞こえなくなってしまい、結局アラーム音が聞
こえる範囲の病室を使用し、そこから先の病室も閉鎖せざるを得ないの
が現状である。今回我々は人工呼吸器アラームをナースコールと連動さ
せるケーブルを試作したので報告する。
【経緯】人工呼吸器使用中の患者から多剤耐性菌が検出された。そこで患
者を隔離することとなったが、アラーム音の制約から数病室を使用でき
なくなってしまった。その状況を何とかできないかということになり調
査してみた。まず当院採用器の人工呼吸器ザビーナ（ドレーゲル製）には
オプションで人工呼吸器のアラームに連動したナースコール端子を備え
ていた。しかしナースコールシステム側はデジタル信号で動作している
ことがわかり、しかも情報が提供してもらえず、この時点で何ら対策を打
てないまま終わってしまった。ところが平成 25 年 4 月から離床センサー
の中央管理を始めたのをきっかけに、離床センサーの一部機種の構造が
判明し、それを応用することで連動ケーブルの試作に成功した。
【まとめ】当ケーブルを使用することで、人工呼吸器のアラームが発生す
ると同時にナースコールも鳴ることを確認した。メーカー製ではないた
め耐久性に不安があるが、当院では人工呼吸器使用時には必ずカプノ
メータで換気をモニタリングする運用となっており安全性は高いと思わ
れる。
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O-29-3 搬送用HFTSの製作と臨床使用経験

○
お お え なおよし

大江 直義1、古谷 良輔2、宮崎 弘志2、戸田 修一1、井上 嘉夫1、
長谷川 圭一1、大嶋 利彦1、今野 智佳1、高松 光江1、劉 美奈子1

NHO 横浜医療センター 集中管理部1、NHO 横浜医療センター 救急科2

【現状】
High Flow Therapy System（以下HFTS）又は、Nasal High Flow

（NHFTM）は専用の鼻カニューラを介して、30～60L�分の高流量の混合医
療ガス（酸素と空気）を流す呼吸療法である。非侵襲的陽圧換気（以下
NPPV）と一般的な酸素療法の中間的な呼吸療法に位置づけられ、当院で
は呼吸不全、心不全、胸部外傷、頸髄損傷や気管切開後の症例等に使用し
ている。
HFTSは酸素と空気の供給源が必要であり、HFTS付属機器の加温加

湿器はバッテリーが搭載されていない為、ベッドサイドでの使用に限ら
れる。故にHFTS装着中の患者を院内搬送する場合、NPPVやリザーバー
マスクなど、他の酸素療法に切り替えている。またHFTS装着中の患者は
ベッドから移動ができないため、ベッドサイド以外のリハビリテーショ
ン・トレーニングが進みにくい。
【目的】
院内搬送中やリハビリテーション中でもHFTSを使用できる、搬送用

HFTS（mobile HFTS、以下mHFTS）を試作し臨床使用した。
【結果・考察】
5名のHFTS装着中患者の院内搬送またはリハビリテーションに

mHFTSを使用した結果、SpO2 の低下無く安全に院内搬送とリハビリ
テーションできた。また、リハビリテーション中はスタッフの多少の補助
は必要だが、患者自身がmHFTSを押すことができた。mHFTSの酸素供
給可能時間は酸素ブレンダの設定に依るが、酸素ボンベ 2本で 20 分以上
駆動でき、加温加湿器はUPSで 30 分程度駆動できるため、院内搬送での
時間的猶予は十分であった。mHFTSは総重量約 60kg あり、今後いかに
軽くできるかが課題である。
【結語】
mHFTSは院内搬送またはリハビリテーション中も安全に使用可能で

あった。

O-29-4 気管切開用人工鼻の24時間連続測定による
絶対湿度と温度比較

○
あ べ さ と し

阿部 聖司、和田 将哉、今井 一秀
NHO 西別府病院 医療機器管理室

【目的】
気管切開後の加湿を目的に広く使用されている気管切開用人工鼻（以下、
気切用HME）についてはすでに多くの施設において使用されている。し
かし、人工鼻の添付文章に記載されている加湿の性能については各メー
カーで検証した実験の方法や測定条件が統一されていないため、どの気
切用HMEの加湿性能が優れているかは不透明なことが多く、また、その
性能を比較検討した研究は少ない。今回気切用HMEを同一測定条件下
で約 24 時間連続測定し性能を比較検討した。若干の考察を加え報告す
る。
【方法】
気切用HMEは 5種類（素材：紙 3種類、スポンジ 2種類）を比較対象と
した。実験方法は肺疾患のない気管切開患者 1名に対して、吸息、呼息を
一方向弁でそれぞれ分離する回路を作成し、吸息側に温湿度計（MAPHY
＋、スカイネット）を設置した。測定項目は相対湿度、絶対湿度、温度と
し、1秒毎に約 24 時間連続測定した。群間の統計学的検討はTukey�
Kramer 法を用い、p＜0.01 を有意とした。
【結果】
比較検討を行った結果、紙群がスポンジ群に比し温度、相対湿度が有意に
高かった。
【考察】
理想的なHMEは十分な加湿、加温性能を持ち、小型軽量で流量抵抗や死
腔が小さいものとされている。人工呼吸器で用いられるHMEはAARC
2012 で示された目標値として口元温度 31～35℃、相対湿度 80％以上、絶
対湿度 30～33mg�L 以上とされている。気切用HMEの加湿、加温能力で
はそれを満たすことができない。気管切開術を受けて長期間経過してい
る患者や喉頭気管分離術を受けた患者では慢性的な加湿不足になってい
る可能性がある事が示唆された。

O-29-5 エンドトキシン吸着療法を施行したUrosep-
sis の 1例

○
とうげさき じゅんいち

峠崎 純一、中下 清文、森末 明彦、藤井 美弥、木下 卓也、
新井 翔太

NHO 東広島医療センター 医療機器管理室

【はじめに】敗血症性ショックの死亡率は高く、早期の外科的処置と適切
な抗生剤が必要である。また、これらに加えて血液浄化療法も選択肢の一
つである。今回、尿管結石による急性腎盂腎炎を発症したUrosepsis に対
して、エンドトキシン吸着療法を施行し、救命し得た症例を経験したので
報告する。【症例・経過】61 歳、女性。左側腹部に疼痛が持続するため当
院受診したが、腹部レントゲン上、明らかな尿管結石は認めず。翌日、全
身状態悪化のため当院緊急受診。入院時、血圧 83�50mmHg、体温 39.1
度。腹部 CT上、左尿管結石を認めたため、急性腎盂腎炎による敗血症性
ショックと診断。抗生剤、強心剤の投与開始し、尿管ステントを留置。第
2、3病日に、エンドトキシン吸着療法を 2時間施行。血圧は上昇し、強心
剤を減量できた。血液培養、尿培養ともに大腸菌が検出された。炎症反応
も徐々に低下し、第 13 病日に退院。【まとめ】Urosepsis は敗血症の 20～
30％を占め、死亡率は約 30％と報告されている。また、Urosepsis の原
因菌は、グラム陰性桿菌が 70～80％を占める。本症例では早期の尿管ス
テント留置と抗生剤投与に加えて、エンドトキシン吸着療法が敗血症性
ショック状態からの早期離脱につながったと考える。

O-29-6 当院でのKM�CART成 績 と ポ ン プ 式 の
CARTとの比較

○
こ じ ま け い し

小島 啓司、正木 弦、小田嶋 洋兵、黒川 健太
NHO 北海道がんセンター 臨床工学室

【目的】当院では腹水濾過濃縮再静注法（CART）を年間約 25 件程度行っ
ており、2011 年 7 月より外圧濾過式のKM�CARTを用いるようになっ
た。今回KM�CARTとポンプ式のCARTを濾過濃縮処理時間（以下：処
理時間）について比較検討したので報告する。【対象と方法】KM�CART
を実施した 75 件の内、途中中止やデータ未入力を除いた 62 件から、処理
時間を抽出し、ポンプ式の処理時間と比較検討を行う。【結果】全 62 件の
平均腹水採取量：2771ml、平均処理時間：55min となった。また、2500
ml 以上の処理を行った 43 件の平均腹水採取量：3211ml、平均処理時
間：1h4min となった。ポンプ式のメーカー推奨ポンプ流量は 50ml�min
のため 3000ml の処理時間は、最短でも 1時間であった。【考察】処理時間
としてはKM�CARTの平均処理時間とポンプ式の最短処理時間とを比
べると有意差はなかった。しかし、ポンプ式の最短処理時間には腹水性状
による違いが加味されていないため、実際に平均処理時間を比べると
KM�CARTの方が処理時間は短くなると考える。また、KM�CARTの処
理時間については膜状態・吸引側流量を数値化できる物がないため、膜
目詰まりの回避や作業時間の短縮は個人の熟練度に影響されると考え
る。【結語】KM�CARTの処理時間には手技によってばらつきがでてしま
う事がわかった。また、処理中の吸引圧や輸液ポンプ設定は症例毎臨機応
変に変更しなければならなく、腹水採取量が同量であっても技士側の手
技による個人差が処理時間に大きく影響すると考えられた。
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O-30-1 当院におけるマイクロバブル送血の調査

○
まつもと としふみ

松本 年史、水野 航、清水 良、加藤 祐希、川南 聡
NHO 帯広病院 医療機器安全管理室

【はじめに】人工心肺を用いた心臓大血管手術はデバイスの質の向上と職
人的技術介入によって安定した成績にて施行されている。しかし、術後高
次脳機能障害など未だ多くの課題が残されている。近年、高次脳機能障害
に影響を与える因子としてマイクロバブル（MB）送血が注目されている。
今回我々は当院におけるMB送血の現状を調査したので報告する。【方
法】2012 年において当院にて人工心肺を用いた心臓大血管手術を施行さ
れた 20 名に対して送血回路にマイクロバブルディテクターCMD20 を
装着し体外循環中の 10μm～120μmのMB数をカウントした。MB送血
の要因について開放型回路と閉鎖型回路によるMB送血の違い、体外循
環中最低直腸温 32℃以上と 32℃以下の項目に分類し、後視法的に比較
検討した。【結果】開放型回路ではMB数（個）9877±5246、閉鎖型回路
1831±1239（p＝0.5）であった。最低直腸温では 32℃以上ではMB数
（個）2641±97.2、32℃以下では 27530±15992（p＝0.01）であった。【考
察】開放型回路では脱血より気泡が混入した際、静脈貯血層にて気泡除去
が可能であるが、目視で確認できないMBは送血されていた。一方で、閉
鎖回路を使用した場合、脱血回路からの気泡混入が発生した状態での体
外循環は困難であるためMB送血は少ない傾向であることが示唆され
た。最低直腸温による違いは、低体温から常温へ復温する際に血液に溶存
した気体が膨張することや、低体温を必要とする手術がハイリスクであ
り長時間の体外循環時間を要することが考えられた。【結論】当院におけ
るマイクロバブル送血の現状を調査した。開放型回路の使用、低体温が必
要な症例ではMB送血の危険性が高いことが示唆された。

O-30-2 HIT 患者に対する人工心肺使用を経験して

○
かきはら あきひと

柿原 彰人1、小森 茂3、原口 晃一1、中村 一貴2

NHO 南和歌山医療センター 診療統括部 臨床工学技士1、
和歌山県立医科大学付属病院 臨床工学部2、
NHO 南和歌山医療センター 心臓血管外科3

【はじめに】HIT患者に対し、人工心肺を用いた血栓除去術を経験したの
で報告する。【症例】70 代女性で既往歴 心房細動、高血圧、糖尿病があ
り、うっ血性心不全と左房内血栓疑いで入院となった。左房内血栓に対し
てヘパリン投与を行い、入院時正常範囲であった血小板がヘパリン投与
約 10 日後に 19000�μL まで減少し 2型 HITが疑われヘパリン中止。バス
タンの投与を開始したが、血栓増大傾向で血栓除去術依頼となった。【方
法】HIT疑いであるため体外循環用物品をノンヘパリンコートに変更し
術野用リザーバーを設置。抗凝固療法は、術野用リザーバー：ノバスタン
2.5γ、脱血回路：ノバスタン 2γ＋フサン 50mg、人工肺前：ノバスタン 2
γを選択した。【結果】体外循環時間 85 分。大動脈遮断時間 64 分。体外循
環開始時のACT334 秒。体外循環中最長ACT929 秒。体外循環終了時
ACT1084 秒。体外循環開始 30 分で動脈フィルターの圧が上昇し、プライ
ミング用のバイパスラインでの体外循環に変更。【考察】今回、動脈フィ
ルターのみの凝固であると判断しバイパスラインを使用し、回路交換を
行わなかったが、術式や予想される人工心肺時間によっては、動脈フィル
ター交換の必要性もあった。【結語】今回、HIT患者に人工心肺を用いた
手術で回路凝固を経験した。こういった症例には、ACTに加えその他の
凝固能測定方法を用いて評価する事が必要であると思われる。

O-30-3 多施設共通人工心肺回路作成の試み

○
く は ら こうすけ

久原 幸典、松永 健汰、久保田 博隆、三好 知彦、西野 功、
中矢 亮、横山 雄一、白川 憲之

NHO 四国こどもとおとなの医療センター 医療機器管理センター

【はじめに】人工心肺回路は、各施設での回路構成は各々であり標準回路
というものが存在しない。このことで教育面や、災害時における物流安定
の面で不安を残しているのが現状である。そこで、香川県内の施設におい
てこのような問題点を解決するために共通回路を作成したので報告す
る。【作成と問題点】共通回路の作成は、4施設が脳分離回路を除く成人回
路を持ち寄り、各施設の回路及び手術手技の特徴を踏まえて共通する点
や有用な点を採用し、調整を行った。作成にあたり人工心肺装置側では各
種ポンプ配置の問題、メインポンプの種別違いがあった。また、回路側で
はチューブの識別色・術野回路の構成違いが問題点として上げられた。
【結果】装置側での各種ポンプ配置問題は、各施設のポンプ配置を変更す
ることなく装着できるように回路側を変更した。メインポンプの違いに
関してはローラー・遠心ポンプどちらでも使用できる仕様にした。
チューブの色識別に関しては集計上もっとも多かった色識別を採用し
た。術野側回路はループ形状にし、事前プライミング方式を採用した。
【結語】共通回路は 4施設すべてで使用できるため、災害に対する物流問
題を解消し、教育面においても有効に運用できるものとなった。しかしな
がら、医師からの賛成や、共有施設を増やすことなどが課題として残って
いる。

O-30-4 植込み型ループレコーダーが非心原性失神の
診断に有効であった一例

○
な か せ しゅうじ

中瀬 秀二1、岩舘 直1、梁川 和也1、小嶋 睦明1、今井 千恵子1、
丸岡 隆幸1、阿部 渉1、加藤 瑞季2、佐藤 実2、竹中 孝2、
宮崎 雄生3

NHO 北海道医療センター 医療技術部臨床工学室1、
NHO 北海道医療センター 循環器内科2、
NHO 北海道医療センター 神経内科3

【はじめに】植込み型ループレコーダー（以下 ILR）は失神・意識消失が
ある患者の確定診断に有用な機器である。今回我々は、上室性頻脈の治療
後も失神発作が起こり ILR植込みにより確定診断に有用であった症例を
経験したので報告する。【症例】45 才女性。小学生の頃より数時間続く動
悸の自覚症状あり。2013 年 3 月健診時に頻拍を指摘され当院循環器内科
受診。その後一時帰宅時に失神発作を起こし転倒。同年 11 月に心内心電
図検査にて上室性頻拍が確認されたため、カテーテルアブレーション治
療を行い根治し退院。しかし、2014 年 3 月に痙攣を伴う失神発作にて当院
救命救急センターに搬送された。来院時心電図は正常であったため、てん
かん発作を疑い脳波・MRI を行うも診断がつかず同年 4月診断目的に
ILR植込みとなった。【結果】失神発作時、ILRの記録で洞調律波形に筋
電図の混入が確認された。非心原性の痙攣を伴う失神発作であることか
ら、てんかんの可能性が強く疑われ、当院神経内科で治療を開始し、現在
経過観察中である。【考察】これまで当院でも ILR植込みを行った 10 例の
うち 2例にてんかん発作と診断でき 1例がてんかん発作の可能性が強く
疑われる症例を経験しており、ILRが非心原性失神の診断にも有用で
あった。
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O-30-5 当院のPCPS使用状況の検討

○
こ ん の ち か

今野 智佳1、戸田 修一1、井上 嘉夫1、長谷川 圭一1、
大江 直義1、大嶋 利彦1、高松 光江1、劉 美奈子1、笹生 正樹2、
盆子原 幸宏2、東舘 雅文2、森 文章3、岩出 和徳3、田中 直秀3、
宮崎 弘志4、古谷 良輔4

NHO 横浜医療センター 集中管理部1、
NHO 横浜医療センター 心臓血管外科2、
NHO 横浜医療センター 循環器内科3、NHO 横浜医療センター 救急科4

【はじめに】経皮的心肺補助装置（以下 PCPS）は簡便に挿入できる人工心
肺装置であり、近年広く普及している。当院でも複数診療科で使用され、
その導入や管理に臨床工学技士が大きく関与している。今回その使用状
況及び予後について検討し、各診療科の特色を含めて考察した。【対象・
方法】2011 年 3 月から 2014 年 3 月までに施行した PCPS 症例 22 件（男性
17 例、女性 5例、年齢 68.1±13 歳）を対象とし、導入理由、補助時間、
離脱率について検討した。【結果】導入理由の内訳は心原性ショック 11
件、低心拍出量症候群 4件、ARDS 2 件、CPA 2 件、Supported PCI 2
件、肺損傷 1件であった。平均補助時間は 81 時間、離脱成功例は 11 件
（50.0％）であった。診療科別件数は循環器内科 13 件（59.1％）、心臓血管
外科 6件（27.3％）、救急科 3件（13.6％）であった。平均補助時間は循環
器内科 84 時間、心臓血管外科 74 時間、救急科 82 時間で、離脱成功例は
循環器内科 9件、心臓血管外科 2件、救急科 1件であった。【考察】循環
器内科は PCI 施行中の循環不全に多く導入され、カテーテル室など
PCPS を迅速に導入できる環境であり、かつ他臓器合併症が少ない例が多
いことが離脱を可能にする大きな要因と考えられた。一方、心臓血管外科
では人工心肺離脱困難例や術後急性心不全に対する導入が多く、出血、感
染、多臓器不全など全身状態が不良であることが、離脱困難な状況を招く
可能性が示唆された。救急科は外傷性や薬剤性疾患に対しての導入が特
徴的であり、心臓以外の他臓器障害などとの関連性が高く、離脱困難に陥
ると考えられた。【結語】当院における PCPS 症例を検討した結果、心臓
以外の他臓器障害の程度が予後に大きく影響していると考えられた。

O-31-1 輸液ポンプ更新に伴い結成された「輸液ポンプ
ワーキンググループ」の活動と臨床工学技士の
関わり

○
たかはし くにひろ

高橋 邦仁1、高岡 尚樹1、武井 苑美1、井上 さち子2、
岡村 美穂2、亀崎 智都江2、大廣 澄江3、藏本 俊夫4、
森 由美子2、石毛 尚起5、杉浦 信之5

NHO 千葉医療センター 臨床工学技士1、NHO 千葉医療センター 看護部2、
NHO 千葉医療センター 医療安全係長3、
NHO 千葉医療センター 契約係長4、NHO 千葉医療センター 医師5

当院では輸液ポンプの更新時期を迎えたため、各種委員会にて今後の運
用方針を協議した結果、新機種の導入を決定した。医療機器の中でも最も
多くの職員が使用する輸液ポンプを、安全かつ円滑に導入することを主
な目的とし、医療機器安全管理委員会の命を受け、医師、看護師、事務、
臨床工学技士を構成メンバーとした「輸液ポンプワーキンググループ」
（以下WG）が結成された。WGの主な活動としては、新機種導入理由か
ら取扱いに関する説明会、機器の機種変更に伴う輸液ラインの全面見直
し、新しい輸液ラインに関する取扱い説明会など多岐に渡った。また、輸
液ポンプの適正使用を周知し、それらの使用率を低下させることで機器
保有台数を適正化すること、ほんのひと手間でも看護業務を軽減するこ
と、可能な限りコストを削減すること、輸液に関するインシデントを減ら
し、医療安全を推進することで、患者サービスの向上に努めるという基本
理念のもとに活動した。平成 25 年 9 月から本格始動し、平成 26 年 3 月、
新機種が一斉に導入された。輸液ポンプに関しては大きな混乱やトラブ
ルも起こることなく無事に更新することができたが、ラインに関しては
様々な問題が明らかになった。そのため、WGは現在も活動を継続し、問
題解決に努めている。それら活動内容や工夫、臨床工学技士の関わりをま
とめ報告する。

O-31-2 手術室CE業務の現状と対策

○
お が わ たつのり

小川 竜徳1、深谷 隆史1、高野 太輔1、佐藤 元彦1、田中 翔1、
横谷 翔1、部田 健人1、川上 由以子1、石塚 幸太1、上野 美奈2

国立国際医療研究センター病院 医療安全管理部門1、
国立国際医療研究センター病院 看護部2

はじめに
近年、医療の高度専門化に伴い医療機器の多様化・高機能化が著しく
なっており、特に手術室においてその傾向は顕著である。また手術件数も
増加していることから、臨床工学技士（CE）が機器操作や保守管理など
手術室内での業務立ち上げのため常駐をはじめた。
目的
常駐より約 2年経過した現在までの手術室内CE業務に対し後ろ向き調
査を行い、その傾向や対策を検討したので報告する。
対象
2012 年 11 月から 2014 年 4 月までの手術室内CE業務で、診療補助業務
として人工心肺装置関連、温熱化学療法などへの対応、機器管理業務とし
て日常および定期点検、不具合一次対応など業務内容に応じて区分けし
調査した。
結果および考察
診療補助業務では温熱化学療法の件数が増加傾向であり、その他は大き
な増減は見られなかった。機器管理業務として日常点検、定期点検は対象
機器の増加と伴に対応件数の増加を認めた。不具合一次対応は徐々に増
加傾向となり、内訳として修理が不要である事例が大半を占めていた。常
駐前では、少なからず業者へ点検依頼をしていたと考えられるが、常駐に
よりその場で対応出来るようになった事で、コスト面と機器運用面で有
利になったと思われる。その反面、手術室スタッフの機器へ接する機会が
減少し、機器への対応能力の低下が懸念された。対策として手術室スタッ
フへ事例の認知と対応方法を告知しているが、今後は計画的なME機器
講習が必要だと考えられた。
結語
手術室内CE業務に対し後ろ向き調査を行い、講習会の必要性や多職種
との情報共有に対し改善の余地が認められたが、診療補助・機器管理業
務とも増加傾向にある手術へ介入する事により、一定の安全に貢献でき
ると考えられた。

O-31-3 整形外科手術における神経モニタリング業務
の取り組み

○
も り べ やすひろ

森部 康弘、加茂 嗣典、福井 雅俊、山田 直樹
NHO 豊橋医療センター ME機器管理室

【はじめに】
2014 年 4 月より整形外科の脊椎手術症例に対して、神経モニタリング業
務を臨床工学技士が行うことになった。今まで経験のない分野であった
ため、その業務内容、取り組み等について報告する。
【対象および方法】
整形外科手術での神経モニタリングを行っている症例は脊椎固定術、側
弯症手術、脊髄腫瘍摘出などである。導出電極のコイル・針電極について
は、医師が穿刺を実施する。NUVASIVE社製NVM5神経モニターシステ
ム（以下NV）を使用し、医師の指示のもと、EMGモニタリング（Free
Run、Basic、Dynamic）、MEP測定を行っている。また、NVには、麻酔
深度測定機能（Twitch Test）も搭載されており必要に応じて行っている。
【結果】
NVはセッティングしてしまえば、操作は簡便である。Free Run EMG
や Dynamic Screw Test モードではリアルタイムにモニタリングが可能
であり、神経組織に近い場合等には音と色でアラートが発生し、手技の確
認ができた。また、問題点として、ノイズ対策の重要性やスクリュー・針
電極の取り付けや位置の調整は臨床工学技士ではできないことがあがっ
た。また、モニタリングは麻酔の影響を受けやすいため、麻酔科医との連
携も必要である。
【考察および結語】
神経モニタリングは周術期の合併症回避のために不可欠であり、リスク
の予防や、安全性を高めるなど意義の高い業務である。また、手術を円滑
に進めるために術者の医師、麻酔科医、看護師等と協力が必要不可欠であ
り、チームの一員として業務を行っていかなければならないと思われた。
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O-31-4 手術支援ロボット業務の関わりと今後の課題

○
くろかわ け ん た

黒川 健太1、小島 啓司1、正木 弦1、小田嶋 洋兵1、原林 透2

NHO 北海道がんセンター 統括診療部臨床工学室1、
NHO 北海道がんセンター 高度先進内視鏡外科センター2

【はじめに】チーム医療が進められている昨今において、当院でも手術支
援ロボット「da Vinci」導入に当たりロボット手術業務に対するチームが
設立した。その中に臨床工学技士（以下CE）も加えられ、2014 年 1 月に
泌尿器科の前立腺全摘術に da Vinci を使用した初症例が行われた。導入
前から現在にかけてチーム医療の一員としての業務への関わり方と今後
の課題について報告する。【導入前】手術支援ロボット運営委員会が設立
され、da Vinci に関わる全職種で院内ルールやスケジュールなどを協議
した。CEとしては、すでに導入している施設への見学・手術室の電源設
備の確認・メーカーによるトレーニングなどを実施した。また、術前から
術後までのチェックリスト・マニュアルの作成をした。【業務内容】看護
師と話合い業務分担を決定した。CEの行う業務はビジョンカート・ペイ
シェントカート・サージョンコンソールの準備、立ち上げを行っている。
その他に電気メス・録画機器などの周辺機器の立ち上げ、セッティング
をし、術中は手術に関する医療機器の操作・動作確認・トラブル対応に
当たっている。【課題】婦人科での da Vinci 手術が予定されているため医
師、看護師と共に業務内容の見直しを行い、チーム医療としての質を向上
させていきたい。また、da Vinci のエラーリストが開示されていないた
め、他施設と連携し情報の共有が必要だと考える。【まとめ】ロボット支
援手術に対し da Vinci チームを結成しチームとして手術を行っている。
医師、看護師と共にCEも医療機器に関する専門知識を合わせることで
より良い医療を提供できると感じている。

O-31-5 脳波測定に影響する室内電磁環境の測定に参
加して

○
し ら い ゆ き え

白井 友希恵1、三瓶 貴哉1、照沼 雄介1、矢田部 芳治1、
赤野 和浩1、中谷 穏2、深谷 友紀3

NHO 水戸医療センター 外科系診療部臨床工学室1、
NHO 水戸医療センター 統括診療部臨床検査科2、
NHO 水戸医療センター 臓器移植コーディネーター3

【はじめに】法的脳死判定（以下、脳死判定）時、臨床工学技士は立ち会
わない。しかし、移植コーディネーターが主催する勉強会に参加して、脳
死判定時の環境を整えたいと考え、脳波測定に影響する室内電磁環境の
測定に参加した。
【目的】脳死判定について理解を深め、院内配電の仕組みや医療機器の電
磁環境を把握し、医療機器のノイズが入りにくい機器配置を考案する。そ
して、使用機器毎に接続する壁面ACコンセントを指定・明記する。
【方法】当院における救命救急センターのBCR、個室、ICUにて電磁環境
を把握し（等電位の確認を含む）、脳死判定時に使用すると想定される医
療機器を配置・稼動し、医療機器から発生するノイズを測定する。
【結果】脳波測定に影響する室内電磁環境の測定に参加して、院内配電の
仕組みや医療機器の電磁環境を把握する事ができた。脳死判定時に使用
すると想定される医療機器のうち、人工呼吸器に付属している加温加湿
器が最も大きいノイズを発生していることが分かった。
【考察】人工呼吸器（加温加湿器を含む）の配置は、患者頭部や脳波計付
近に配置されることが予想されるため、出来る限り患者頭部や脳波計か
ら距離を取ること、電磁シールドクロスなどの電磁シールド材や人工鼻
の使用を検討した。壁面ACコンセントに接続医療機器を指定・明記す
る事はできたが、実際に脳死判定を行ったことが無いため、予期せぬ事態
が生じる可能性は残った。

O-31-6 ドクターカー運用における臨床工学技士の関
わり

○
は た の まさみつ

波田野 将光1、伊藤 翔平1、太田 友里絵1、中島 和也1、
渡邉 武敏1、野村 厚至1、川端下 好宏1、小池 俊明2、
小川 哲史3、石原 弘4

NHO 高崎総合医療センター 統括診療部1、
NHO 高崎総合医療センター 救急部2、
NHO 高崎総合医療センター 統括診療部長3、
NHO 高崎総合医療センター 院長4

当院では平成 25 年 9 月より、ドクターカー運行を開始した。平成 26 年 3
月末までに計 125 件の出動があった。当院ドクターカー車内には、人工呼
吸器、心電図モニタ、直流除細動器、吸引器、血液ガス分析器、12 誘導心
電計が搭載されている。ドクターカーでは重症患者を扱う機会が多いた
め、搭載しているME機器の正常動作は患者の生死に関わる。その様な状
況下でME機器の正常動作を確保する事は、臨床工学技士の基本的な務
めであり、重要な任務である。
私達はドクターカー事業の準備期間も含め、ME機器の管理と運用を
行ってきた。この経験によって得られた病院前医療における臨床工学技
士の関わりについて検討し報告する。
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O-32-1 退院調整事例における病棟看護師による介入
希望有無の判断分析

○
お ざ き かおり

尾崎 薫、山名 由理子、家入 翼、大塚 亮輔、嶋崎 明美
NHO 姫路医療センター 地域医療連携室

【はじめに】当院では入院から概ね 48 時間以内に、退院支援・調整プロセ
スの第 1段階である退院調整スクリーニング票による介入希望の有無
（以下、希望有無）を病棟看護師が判断している。それを活用し、地域医
療連携回診（以下、回診）対象者を選定、入院中の経過を見て適切な時期
に介入している。そのスクリーニングシステムが機能しているか検討し
たので報告する。【方法】地域医療連携室が介入した平成 24 年度 875 例・
平成 25 年度 868 例について、希望有無を集計した。また、平成 25 年度退
院調整看護師が介入した 243 例は、診療報酬の退院調整加算「退院困難な
要因ア～ケ」の視点で分析した。【結果】希望無事例への介入率は平成 24
年度 45.1％、平成 25 年度 45.9％で年度差はみられなかった。退院調整看
護師の介入事例は、希望有 117 例（転院調整 61 例、在宅調整 56 例）希望
無は 126 例（転院調整 54 例、在宅調整 72 例）であった。介入した事例は、
退院困難な要因ア（悪性腫瘍等）イ（緊急入院）ウ（介護保険が未申請）
のいずれかに該当しており、病棟看護師が希望有と判断している事例は、
後期高齢者、介護保険認定者、退院困難な要因エ（ADLの低下）、カ（介
護が十分でない状況）に該当する場合であった。【考案】第 1段階で希望
無と判断されても、後期高齢者は、回診の対象として、介護保険の申請状
況や退院困難な要因エ・カに該当しないかなど、入院中の経過を確認し
ていく必要があるとわかった。退院調整スクリーニング票と回診とを併
用することは、退院調整が必要な患者に適切な時期に介入するためのス
クリーニングシステムとして機能していると考える。

O-32-2 カルテ公開システム「金鯱メディネット」の訪
問看護ステーションへの導入とその効果

○
か じ た ち か こ

梶田 真子、岩瀬 弘明
NHO 名古屋医療センター 地域医療連携室

急性期病院の入院治療期間が短縮傾向にある現在、在宅で医療を受ける
患者は必然的に多くなる。患者さんの最善の医療提供のために地域連携
が重要であることは言うまでもないが、病院と在宅との連携には周知の
とおり多くの課題がある。地域支援病院である当院においては、在宅往診
医から「退院後自分の往診より先に訪問看護が入る事が多いから、医師宛
の情報提供用紙を公開してほしい」という意見やケアマネージャーや訪
問看護師から「退院時共同指導カンファレンスに出席しても事前の情報
提供が不十分で、当日情報整理、アセスメント、プラン提案まで短時間で
こなさねばならない」と、情報共有に対して要望・意見が寄せられてい
る。当院ではシームレスな医療連携を実践するためのツールとして、カル
テ公開システム≪金鯱メディネット≫を運用し 5年目を迎えた。現在 69
施設がシステムを導入、カルテ閲覧、診療・検査web予約・地域連携パ
スの機能を提供しているが上記の地域の医療者の要望を受け今春より訪
問看護ステーション・管理者（訪問看護師）への≪金鯱メディネット≫導
入を試行開始した。当該訪問看護ステーションが扱う利用者はほぼ高齢
者で約半数は認知に問題があり、外来受診時の医師の指導内容や処方変
更を理解できない現状があるが、≪金鯱メディネット≫導入により診療
内容が把握でき、在宅での訪問看護師が行う服薬指導、生活指導に役立っ
た。また退院時共同カンファレンスにおいても「事前に情報整理，問題提
議と問題共有後の参加が可能となりその分ケアプラン立案に時間が充て
られた」等、導入効果が見られた。

O-32-3 形態調整食に関する調査～退院後の適正な食
事形態にむけて～

○
か わ べ みどり

川部 碧1、相原 久子2、柏渕 聡美2、味原 稔1、高久 美緒1、
河原井 史江3、宗田 瑠璃子4、中野 美樹1、岩渕 博史4

NHO 栃木医療センター 栄養管理室1、
NHO 栃木医療センター 地域連携室2、NHO 栃木医療センター 看護部3、
NHO 栃木医療センター 歯科口腔外科4

【目的】当院では、高齢者や脳卒中の入院患者が多く、入院中は摂食嚥下
チームで機能評価を行い食事形態の調整を行っている。しかし、従来は転
院先を決定する際には、患者に適した食事形態が提供可能であるか考慮
されていなかった為、転院後に適切な食事形態が提供されていなかった
ことが少なくない。そこで転院先施設における提供可能な食事形態の調
査を実施し、当院の食事形態との対応表を作成したので、実際の活用方法
を含め報告する。【方法】当院からの転院実績の多い施設に郵送にてアン
ケートを配布し、調査協力の得られた 34 施設を対象とした。用紙記入方
式にて栄養士又は調理担当者に、食事形態調整食の実施や対応可能状況、
嚥下機能評価実施状況、退院調整時に必要な情報について調査した。【結
果】提供可能な食事形態は、きざみ、ペースト・ミキサー状は 100％、ト
ロミ調整は 71％、ゼリー状は 47％であった。嚥下調整食の提供は、全体
の 85％の施設で提供されていた。トロミ剤は全施設で使用されている
が、ゲル化剤の使用は 79％であった。嚥下機能評価の実施は、全体の 38％
であった。退院調整時に必要な情報としては、食事形態が 97％、指示栄養
量が 94％、食べる時の姿勢は 65％、食事にかかる時間は 53％、と差が見
られた。【考察】食事形態対応表を作成したことにより、摂食嚥下チーム
や地域連携室にて、転院に向けての目標設定や転院先の食事形態の対応
状況の確認を行うことができるようになった。しかし、施設間での食事の
名称や形態の違い、安全な食事提供に対する認識の差も見られた。そのた
め今後は、安全な食事提供に向けて地域全体で連携していく体制をつ
くっていきたい。

O-32-4 「家に帰りたい」を阻害する要因―がん患者へ
の退院調整の現状から―

○
おおいし ま り

大石 麻莉、瀧口 めぐみ、萬代 加代子
NHO 関門医療センター 看護部外来

【研究目的】
がん患者の自宅退院希望を阻害する要因を明らかにする
【研究方法】
対象：平成 24 年 4 月～平成 25 年 7 月に退院調整した、自宅退院希望の
がん患者 81 名
方法：診療録より、対象属性（年齢、性別、病名、介護度）、STAS�J、症
状・日常生活統合スコア（IDAS）、在宅介護スコア、医療処置の情報収集
をした。
分析：各項目の基礎統計量の算出、自宅退院の可否と医療・介護・心理
要因で比較し、量的尺度（STAS�J・IDAS・医療処置の数・介護者数）は
t検定、質的尺度（不安・告知内容理解・闘病意欲・介護意欲・年齢・在
宅介護スコア）は χ2検定を行った。
【結果】
調整先の内訳は自宅退院 53 名（66％）・自宅以外 28 名（34％）。
自宅退院の可否に有意差があったのは、後期高齢者、症状の増強、QOL
低さ、在宅介護スコア 10 点以下、不安が強い家族、患者の闘病意欲不良・
家族の介護意欲不良であった。
【考察】
基礎項目では、後期高齢者は高齢ゆえの要因が複雑に絡み、背景要因を捉
えて介入する必要がある。医療要因では、がん患者の刻々と病状は進行
し、症状が増強、QOLも低下するため、カンファレンスによるタイミン
グを逃さない退院調整が必要である。介護・心理要因では、在宅介護スコ
ア 21 点中 10 点以下は自宅退院困難と本研究でも立証された。意欲（闘病
意欲・介護意欲）は 6点と割合が大きく、患者・家族の不安の軽減、家族
の介護負担への理解と介護情報の提供を行い、意欲を高める介入をする
必要がある。
【結論】
自宅退院を阻害する要因は「後期高齢者」「症状の増強」「QOLの低下」「在
宅介護スコア 10 点以下」「患者・家族の不安が強い」「患者の闘病意欲が
低い」「家族の介護意欲が低い」であった。
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O-32-5 二次医療圏における相互研修の実施～地域包
括ケアを目指して～

○
ひ ぐ ち さ ち こ

樋口 早智子1、根本 三枝子2

NHO 災害医療センター 地域医療連携室1、
NHO 災害医療センター 教育担当看護師長2

【目的】A病院の二次医療圏では、平成 19 年より訪問看護ステーション等
地域で働く看護職及び医療機関の看護職等を対象に相互研修を実施して
いる。 研修の目的は「地域で働く看護職が最新の医療・看護情報を学び、
医療機関の看護職が在宅療養の実際を学ぶことで、看護の質の向上と地
域連携を強化し、医療機関から在宅まで継続的な看護サービスを提供で
きるようにする。」である。この研修は、地域包括ケアを実現する一方法
として有効であると評価しており、その実績を報告する。【研修内容及び
方法】訪問看護ステーション等地域の看護職には医療機関の看護職研修
の公開と退院後訪問看護が必要なケースの医療処置・看護技術等の退院
指導の実施。医療機関看護職には、訪問看護ステーションにおいて訪問看
護実地研修を実施。【研修結果】医療機関研修の参加者数は平成 25 年度：
11 講座 延べ 126 名であった。がん看護関連と退院支援研修への参加が
多かった。訪問看護実地研修参加者数は平成 25 年度：21 名で参加者の感
想・意見は「在宅では患者・家族主体の看護が行われている。患者の生活
をイメージし、患者のQOLに合わせた看護が提供されている。」であり、
在宅医療と医療機関の連携の必要性が実感できる研修であった。【まと
め】平成 19 年より相互研修を開始し、参加者が増加傾向にある。医療機
関の看護師は入院時から在宅療養を見据えた支援が理解できた。地域の
看護職は研修を受け、知識が深まり日々のケアの問題が解決し、継続看護
に自信を持つことができた。相互研修は在宅療養・地域包括ケアを展開
する看護師のみならず医療・福祉・介護にかかわる地域関係機関へも連
携の成果が出ている。

O-32-6 摂食・嚥下機能評価入院を必要とする患者の
分析

○
たかはし た つ や

高橋 竜哉1、平本 奈緒子2、古賀 はるみ3、中川 令恵4、
阿部 寛子5、東川 貴子5、高瀬 昌浩6、佐々木 祐幸7、
塩入 重彰4、岡本 光生1

NHO 横浜医療センター 神経内科1、
NHO 横浜医療センター リハビリテーション科2、
NHO 横浜医療センター 看護部3、NHO 横浜医療センター 歯科口腔外科4、
NHO 横浜医療センター 栄養管理室5、
NHO 横浜医療センター 地域医療連携室6、
NHO 横浜医療センター 耳鼻咽喉科7

【はじめに】摂食・嚥下障害は、高齢化社会を迎え直面する可能性が高い
問題である。今回我々は摂食・嚥下外来および摂食・嚥下機能評価入院
を導入したので、紹介患者の分析を通じて地域のニーズを検討した。【方
法】平成 25 年 8 月に摂食・嚥下外来を開設してから平成 26 年 3 月まで
当院で摂食・嚥下機能評価入院を行った患者を対象とした。摂食嚥下外
来は完全紹介予約制、対象患者は（1）十分な量を摂取できない患者、（2）
食事の時に頻繁にむせる患者、（3）誤嚥性肺炎を繰り返している患者、
（4）胃瘻からの経管栄養中で経口摂取ができそうな患者で、疾患を問わな
いこととした。広報活動として、ホームページで公開し、当院と連携して
いる医療機関にチラシを配布した。また、平成 25 年 11 月に地域医療支援
病院運営委員会後の病診連携の集いで講演を行った。【結果】摂食・嚥下
機能評価入院を行った例は 9例で、男性 7例、女性 2例、年齢は 66 歳か
ら 92 歳、平均 77.1 歳であった。原因疾患は脳梗塞後遺症が 5例と多くを
占め、脳挫傷後遺症、未破裂血栓化動脈瘤、脊椎損傷、統合失調症がそれ
ぞれ 1例ずつであった。栄養摂取方法は胃瘻からの経管栄養 5例、経口摂
取 4例とほぼ半々であった。住居は施設が多く 5例（有料老人ホーム 2
例、介護老人保健施設 2例、グループホーム 1例）、自宅 3例、精神科病
院 1例であった。介護度は要介護 5が 4例、4が 3 例と重介助者が多かっ
た。【考察】摂食嚥下機能評価を必要としている患者は様々な場所におり、
胃瘻と経口摂取のいずれにも同等のニーズがあり、必ずしも介護度の重
い患者ではないことが判った。本研究はまだ少数例での検討であるので、
今後症例を蓄積し更なる分析が必要である。

O-32-7 当院に摂食・嚥下機能評価入院した患者の嚥
下機能の傾向について

○
ひらもと な お こ

平本 奈緒子1、古賀 はるみ2、中川 令恵3、佐々木 祐幸4、
高橋 竜哉5

NHO 横浜医療センター リハビリテーション科1、
NHO 横浜医療センター 看護部2、NHO 横浜医療センター 歯科口腔外科3、
NHO 横浜医療センター 耳鼻咽喉科4、NHO 横浜医療センター 神経内科5

【はじめに】当院では昨年度，摂食・嚥下機能評価入院を開始した．対象
を限定していないため様々な患者が入院し評価に難渋することも少なく
ない．そこで今まで入院した患者の嚥下機能を分析し，傾向と課題を明ら
かする．【対象，方法】平成 25 年 7 月～平成 26 年 3 月に評価目的で入院
された患者 9名（男性 7名，女性 2名，平均年齢 77 歳）．入院前栄養手段
により経口群（p群 4名）と非経口群（n群 5名）に分け藤島の摂食嚥下
グレード（以下FG），藤島らの摂食状況のレベル（FL），兵頭らの嚥下内
視鏡スコア評価（以下兵頭スコア），VE，VFでの喉頭侵入，誤嚥の有無，
喉頭侵入・誤嚥の重症度スケール（以下 PAスケール）について比較検討
した．【結果】FGは p群で軽～中等症，n群で中等～重度，FGと FL
の乖離は認めなかった．兵頭スコアは 5点以下の軽症は p群 1名，9点以
上の重症は p群 2名，n群 4名であった．VE�VFで p群 4名，n群 2
名と p群に多く喉頭侵入を認め，誤嚥は p群 2名にのみ認めた．PAス
ケール 1�3 は p群 2 名 n群 4 名，4は p群 1 名，6は p群 1名と p群でよ
り重症であった．なお n群 1名が嚥下不能であった．以上よりFG，FL
では経口摂取していると軽度化する傾向がみられたがVE，VFでの喉頭
侵入や誤嚥の有無は経口群で多く，程度も重症であった．【考察】喉頭侵
入，誤嚥等の症状は，非経口群よりもむしろ経口群で多く程度も悪く認め
られた．このことは経口群でこそリスク管理の必要性を示唆した．摂食嚥
下機能の問題点を速やかに抽出し有効な摂取方法や環境設定をVE，VF
で明確に検証することが非常に重要である．

O-33-1 肝疾患患者の実態調査と病診連携、病病連携

○
よしざわ かなめ

吉澤 要、森田 進、中村 晃、奥原 禎久、藤森 一也、
滋野 俊、堀内 尚美、手島 優子、上原 静枝、中村 幸子、
田中 清美

NHO 信州上田医療センター 地域医療教育センター

【背景・目的】昨年の本学会で地域連携診療ネットワークでの当院の役割
と病診連携について検討し、肝炎パスを用いた連携が機能し、有効な治療
に結びついていることを報告した。今回、患者実態調査をアンケート形式
で行い、カルテでは解析できない、暮らしぶりなど含めた現状を分析し、
かかりつけ医との病診連携や拠点病院との高度医療を含めた病病連携の
実態と課題の検討を目的とした。【方法】対象は 2013.10.1�12.31 の間に肝
臓外来を受診した、1年以上通院歴のある患者 246 例。【結果】有効数は
214（87.0％）。60 歳以上が 2�3、80 歳以上も 12％。居住地は市内が 90％
近く、通院も 30 分以内が 3�4、ほとんど一時間以内。ウイルス性肝疾患が
約半数、肝細胞癌約 10％、自己免疫性肝疾患 17％であった。約 80％は、
2�3 ヵ月に 1度通院の非重症例で、交通費を含めた医療費も 62％は月 5
千円未満、72％は年間 10 万円未満であった。拠点病院紹介は 26％で、肝
細胞癌手術、肝動脈塞栓術など治療目的とC型肝炎患者での遺伝子検査
（IL28SNP）であった。病診連携は浸透し、80％以上で満足、また、拠点
病院との連携も 80％で満足であったが交通の便には不満もあった。【考
察】肝疾患患者は、高齢者が多く、かかりつけ医をもち通院している。暮
らしも普通以上が大部分であり、年間の医療費も高額な方は少なかった。
インターフェロンや核酸アナログ製剤、肝がん入院治療も、B，C型肝炎
であれば肝炎医療費補助があることによると思われた。【結論】肝疾患患
者が近郊の診療所から紹介され、病診連携が機能し、患者の満足度も高
い。拠点病院とも、高度医療で連携を深め、病病連携も良好であるが、さ
らに当院の診療機能を高める必要はある。
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O-33-2 遠隔病理診断の導入により術中迅速病理診断
が平日すべて可能となった常勤病理医不在の
当院の取り組み

○
かじかわ ゆたか

梶川 隆1、福田 智1、福田 由美子1、末竹 智香子1、村本 将太1、
永禮 旬1、村上 敬子2、坂田 達朗2、岩垣 博巳3、佐々木 毅4

NHO 福山医療センター 臨床検査科1、NHO 福山医療センター 内科2、
NHO 福山医療センター 外科3、
東京大学 医学部 遠隔病理診断・地域連携室4

【緒言】現在日本全国には 2012 年統計で病理医が約 2,180 名程度であり、
人口十万人に対して 1.7 人、全医師の 0.8％である。厚生労働省医師の需
給に関する検討会 2005 年 3 月資料によれば人口あたりの医師数は米国
の 9割程度でほぼ遜色はないが病理医に関しては約 1�5 と非常に不足し
ている状態が示されている。福山医療センターは広島県東部にあり、人口
約 50 万人の地域の基幹病院である。平成 25 年度の総手術件数は 3700
余りで、 平成 26 年 4 月開設する頭頸部腫瘍センターの手術を見込むと、
本年度総手術数は 4000 を越える見込みである。病理医については平成 19
年より常勤医師不在で、関連大学病理学教室から週 2回非常勤医師の派
遣を受けて、その他の曜日は地域の検診センターに迅速病理標本等を依
頼していた。本年度より検診センター病理医が退職となり、残りの週 3
日の術中迅速診断が不可能となった。そこで平成 25 年 3 月より開設した
東京大学遠隔病理診断・地域連携推進室と連携し遠隔病理診断を本年度
より開始したので、その過程および導入後の結果につき報告する。【方法】
VPN回線を相互に敷設し画像転送機器はレンタルとして遠隔病理診断
を開始した。病理診断結果は暗号化を行い個人情報保護に配慮した。【結
果】すべての平日の迅速病理診断が可能となった。昨年術中迅速診断は
165 件、そのうち検診センター依頼分 95 件であったが、非常勤医来院日で
も不在時間帯がありまた頭頸部外科開設に伴い昨年以上の迅速病理診断
が可能となる見込みである。【結論】集約化した病理診断センターの開設
と常勤病理医不在の地域の基幹病院との遠隔病理診断を介した連携は、
病理医不足の日本の現状に対する解決策の一助と考えられた。

O-33-3 地域マーケティング調査―地域に必要とされ
る病院であるための取り組み―

○
まつもと ゆ き こ

松本 由紀子、島田 裕子、喜多田 祐子、酒井 早
NHO 大阪南医療センター 企画課 診療情報管理士

【研究目的】
当院の地域医療においてのニーズ・貢献度の評価を行い、現状を把握す
る。院内で結果公表を行うことで院内連携の強化を図ると共に、効率の良
い広報活動を行い地域への貢献を強化する。
【方法】
1）紹介先の検討基準、当院の体制への評価等について、当院が広報誌を
送付している医療機関に対し、郵送にてアンケート調査を行う。
2）結果を分析し、当院が地域で求められている役割や問題点等を抽出し
対策を検討。
3）院内関連部署へ公表し、意識付けを図る。
【結果】
・回答数 168 件�送付数 366 件、回答率 46％。定期広報送付のカバー率
18％であった。
・「紹介する場合の検討基準」は、患者の希望 74％が最も多く、次いで専
門医の有無 60％、治療実績 32％であった。
・「当院の機能・体制の評価」は、不満 6％であり、返書への不満が多かっ
た。
・「当院の機能・体制で整備してほしい点」は、救急医療体制の充実 57％、
待ち時間 11％、交通の便 11％であった。
・「当院の紹介・逆紹介の評価」は、不満意見が紹介 5％、逆紹介 7％であ
り、返書の不備、予約方法が分かりにくい等の意見が多かった。
大きな課題として、1．返書の徹底、2．交通案内の整備、3．医療機関へ
の広報の範囲・内容の充実、4．患者への広報、が挙がった。地域連携・
広報委員会の担当者にアンケート結果を報告し、改善策を提案、意見交換
を行った。即対応可能な二次返信のチェック機能強化、当院ホームページ
の整備や広報誌内容の見直し等から改善を図ることとなった。
【結語】
外部アンケートにより客観的に当院の問題点を評価できた。運用の工夫
で改善可能な問題も多く、定期的に外部評価を行い、継続して地域医療へ
貢献を行うことの重要性を確認した。

O-33-4 HIV�AIDS患者の地域での受入に向けての試
み

○
や ま な ゆ り こ

山名 由理子、鏡 亮吾、嶋崎 明美、藤井 希代子、村田 真弓
NHO 姫路医療センター 地域医療連携室

【はじめに】当院は兵庫県西播磨地域で唯一のHIV�AIDS 拠点病院（以
下、拠点病院）である。HIV�AIDS は治療の進歩により慢性期の病気と
なっているが、拠点病院以外への患者受入にはまだ抵抗が認められる。こ
のため、AIDS 患者が自宅療養不可能になった場合の療養受入先調整は非
常に困難となるが、今回患者の地域での受入に貢献すると思われる新た
な試みについて報告する。【事例と試み】介護療養型病院入院中にAIDS
と診断された 60 代の男性事例（当院退院後他の拠点病院に 2週間入院し
て、最終的に介護付有料老人ホームへ入居する支援を調整）から、地域の
病院にもAIDS 患者が入院しうる身近な病気と認識され、「疾患の理解が
出来ていないため対応が分からず、受入が出来ない」という声があがっ
た。事例を受入た介護付有料老人ホームでも研修会やミーティングが開
催され、本年 3月には、医療療養型病院での院内研修でテーマにHIV�
AIDS を挙げられ、医師・看護師・薬剤師・医療ソーシャルワーカー・保
健師が講義する研修会を開催した。【考案】現在、他の拠点病院への転院
と当院での再入院を繰り返すことでAIDS 患者の退院支援を行っている
が、今後は拠点病院だけでなく一般・医療・介護療養型病院、介護・障害
者施設等にも受入を検討してもらう必要がある。その実現のために、地域
の病院等でのHIV�AIDS 研修は、受入困難の一因である「疾患への理解
不足」をなくすのに有効な試みであると考える。【結語】HIV�AIDS 患者
の地域での受入を推進する方法の一つとして、今後も姫路市保健所に相
談し、地域の医療・福祉施設等に啓発活動を行っていきたい。

O-33-5 薬薬連携で可能となった院外処方箋の疑義照
会への取り組み

○
おのうえ りょうま

尾上 涼馬、小西 友美、中村 卓巨、三木 陽介、犬飼 直也
NHO 三重中央医療センター 薬剤科

【目的】保険調剤薬局での残薬確認の義務や薬歴確認が増加したことで、
医師への疑義照会件数も増加してきている。医師は一旦診察を中断する
必要があるため大きな負担であると考えられた。そこで、疑義紹介件数が
減少し医師の負担が軽減することを目的に、疑義照会の内容を分析し、対
策を行い効果があったので報告する。【方法】平成 25 年 11 月から平成 26
年 2 月において、院外処方箋で当院に報告されている疑義照会を、内容ご
とに分類した。薬学的疑義ではないと考えられる内容を抽出し、薬剤科と
地域の保険調剤施設が関わった薬薬連携会議において、簡略化できる方
法について検討を行った。そして薬薬連携会議で検討した提案が医局会
議で取り決め事項として承認された。平成 26 年 4 月の当院の院外処方箋
での疑義照会について、対象保険調剤薬局のうち取り決めによって疑義
照会が行われなかったものと、従来通り本来の薬学的疑義と思われる疑
義照会が行われたもの、及び未だ対象外の保険調剤薬局との件数を比較
した。【結果】疑義照会の内容について分析した結果、薬学的疑義ではな
いと考えられる内容（先発品の規格変更、ジェネリック医薬品の名称変更
品など）が全体の 37.5％であった。これらの内容については疑義照会を行
う必要がないと医局会議で承認を得ることができた。平成 26 年 4 月より
取り決めた内容を先ず近隣保険調剤薬局より施行し、4月中の疑義照会件
数は本来行われる件数の 41.6％に減少した。【考察】薬薬連携会議によっ
て当院周辺の保険調剤施設と疑義照会に関する取り決めを行ったこと
で、疑義照会の件数が減少し、医師の疑義照会に対応する業務負担が軽減
されたと考える。
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O-33-6 チーム医療推進のための研修（輸血），五ヶ年計
画を終えて～九州ブロック臨床検査部門の取
り組み～

○
たけやま と も き

竹山 朋希1、永田 雅博2、西浦 明彦3、久田 正直4

NHO 大分医療センター 研究検査科1、
NHO 熊本医療センター 臨床検査科2、
NHO 九州医療センター 臨床検査科3、
日本赤十字社九州ブロックセンター 学術顧問4

【はじめに】現在の医療では輸血療法は欠かせないが輸血過誤などは対策
もあるが無くなっていない．輸血療法は多くの職種が関わるが施設ごと
の使用状況などが異なるため一様の対応が困難である．今回，九州ブロッ
ク臨床検査部門はブロック主催のチーム医療推進のための研修（輸血）を
企画・運営する経験を得たので報告する．【方法】目的；輸血療法に携わ
る関連職種が，個々の役割及び責務を正しく認識し必要な知識技能を習
得すると共に職種横断的な連携を強化することにより輸血療法の医療安
全推進に寄与する．対象者；医師，薬剤師，臨床検査技師，看護師．研修
期間；1日目（4職種）2日目（臨床検査技師のみ）【研修内容】1日目；1
講義「輸血と医療安全関連」「血液センターの役割と取り組み」「輸血検査
関連」「輸血療法委員会関連」「各職種の取り組み関連」．2ワークショップ
「安全な輸血療法関連」2日目；1講義「輸血検査と血液製剤管理業務関
連」「輸血検査報告関連」「施設紹介」2ワークショップ「I&Aと 24 時間体
制」3「ケーススタディ」【結果】参加；医師 45 名，看護師 61 名，薬剤師
42 名，臨床検査技師 65 名，総勢 213 名アンケート；Q今後も同様の研修
は必要と思うか？全く無駄 0名，特に必要ない 2名，あっても良い 52
名，必要 120 名，必須 31 名，無回答 8名．Q良かった点で多くみられた
意見は「他職種との意見交換」．Q悪かった点は「討議時間が短い」など
があった．【考察】4職種が初年度から参加して行った今回の研修は情報共
有化や安全，適正な輸血療法の実施を目的とした講演などを企画，実行し
好評を得た．輸血療法に精通する医療スタッフは少なく安全性向上に苦
慮する施設も多いが，今回の研修は向上への一助になると考えられた．

O-33-7 当院における遺伝医療センターの取り組み

○
もり か お り

森 香保里1,2、前田 和寿1,2、近藤 朱音2、村上 雅博2、
岩井 艶子2、曽根 美智子2,3、南原 しずえ2,3、福田 泰世2,4、
中土井 芳弘1、横田 一郎1

NHO 四国こどもとおとなの医療センター 臨床研究部1、
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 遺伝医療センター2、
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 臨床検査科3、
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 看護部4

2013 年当院に新たに開設された遺伝医療センターは、全国遺伝子医療部
門連絡会議の 100 番目の維持機関会員施設として登録され、日本人類遺
伝学会臨床細胞遺伝学認定士制度研修施設、臨床遺伝専門医制度認定研
修施設としても登録され、臨床遺伝専門医が、他の診療科の医師や看護
師、コメディカルと連携し、必要に応じてカウンセリングや遺伝に関する
検査等を行うことができる体制を整えている。
当遺伝医療センターは、産科医と小児科医の臨床遺伝専門医 4名、及び非
常勤医師 2名の計 6名の専門医が遺伝カウンセリングを行っており、当
センター専門のアートサイコセラピストである心理療法士とホスピタ
ル・プレイ・スペシャリストの資格を持つ保育士が常時対応している。
また、細胞遺伝学認定士・指導士、認定臨床染色体遺伝子検査師が院内で
先天異常や出生前診断の遺伝子検査を実施している国内でも極めて稀な
施設である。また昨年より無侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT）も開始
し、県内外の妊婦に対してカウンセリングを行っている。
様々な専門家が集まる当センターの取り組みとして【1】産科医と小児科
医の臨床遺伝専門医が対応することによる利点。【2】心理療法士が常時対
応することにより、カウンセリングだけでは対応ができなかった心理面
のサポートができるということ。【3】保育士が対応できることにより、子
どもだけでなく、両親も安心してカウンセリングに集中できるというこ
と。【4】院内で遺伝子検査が行える為、迅速な検査結果が出せるだけでな
く適切な検査の選択が可能であること。【5】それぞれ専門家が一つのチー
ムとして動く事の利点。【6】今後の課題についてご紹介したい。

O-34-1 病院の経営に地域連携室の一員として関わ
る～2年目のメディカルソーシャルワーカー
からの視点～

○
くによし たかひろ

國吉 貴大
NHO 山口宇部医療センター 地域医療連携室

当院の地域医療連携室にはメディカルソーシャルワーカーを 2名配置し
ている。主な業務は前方支援（肺結核の応急入院対応・他の医療機関から
の入院・転院相談・受診予約など）、後方支援（医療者カンファレンス・
面談・退院支援・転院支援）、各種相談業務（医療費・障害者手帳・特定
疾患・介護保険・家族調整・個別面談・地域の資源提供など）である。そ
の業務の中で、メディカルソーシャルワーカーはどのように病院に貢献
出来るか、また、どうすれば業務を効率よく行い、患者さんと病院にとっ
てメリットがある支援が出来るのか考えた。今回、メディカルソーシャル
ワーカーはどの程度一般の方に認知されているのかアンケートを実施し
た。その結果、病院からの更なる情報の発信や、相談窓口としてのメディ
カルソーシャルワーカーの周知が必要なことが分かった。また、業務の効
率化という面で、患者さんに配布する「簡単にわかる医療費限度額証の説
明文」「簡単に分かる介護保険の説明文」を作成し運用を始めた。地域医療
連携室が効率的に機能すれば取得患者数を増やすことが出来るはずであ
り、メディカルソーシャルワーカーとして、患者さんの退院・転院をより
効率的に行うためにいち早く関わり、ポイントを絞った支援を行うこと
が必要だと感じている。

O-34-2 東京城南地区における薬薬連携研修会の成果
と今後の課題

○
たかはし ごう

高橋 郷1、小川 千晶1、大橋 養賢1、矢田部 恵1、野村 充俊2、
日浦 寿美子2、清水 久範3、安川 元晴4、近藤 直樹5、
加藤 裕芳2、鈴木 義彦1,5

NHO 東京医療センター 薬剤科1、東邦大学医療センター大橋病院 薬剤部2、
昭和大学病院 薬剤部3、クローバー薬局4、
NHO 東京医療センター 臨床試験・治験推進室5

【緒言】経口抗がん薬を含む処方せんが保険薬局において調剤される場
合、処方箋のみの情報ではどのような治療を受けているのかを理解する
ことは困難であり、適切な患者指導を行うためには病院と保険薬局とが
連携して情報共有していくことが重要であると考える。そこで我々は、東
京城南地区の薬剤師を対象にがん治療における薬薬連携をテーマとした
研修会「ファーマコカンファレンス城南」を企画した。本研修会ではス
モールグループディスカッション（SGD）を通して、経口抗がん薬の薬薬
連携における課題を考察したのでその結果を報告する。【方法】「地域のが
ん薬物治療の薬薬連携を行うための問題点」というテーマでKJ法を用い
て SGDを行った。さらに抽出された問題点を、緊急性と重要性を基軸と
し二次元展開することにより、取り組むべき問題点の優先順位の検討を
行った。【結果】参加者は 48 名であり、その内訳は病院薬剤師 28 名、保
険薬局薬剤師 20 名であった。参加者を 4グループに分け、KJ法を用いて
「地域のがん薬物治療の薬薬連携を行うための問題点」について SGDを
行った結果、取り組むべき優先順位の高い問題点として、がん治療に関連
する知識の不足、患者情報・治療情報の不足、がん治療での薬薬連携につ
いての理解不足が挙げられた。【考察】今後も本研修会を継続し、課題と
して挙げられたがん治療に関連する知識不足を改善していきたいと考え
る。そして、お薬手帳などを利用し患者情報・治療情報を共有し、さらに
治療レジメンや患者説明内容などを、ホームページなどを駆使して広め
ていきたいと考えている。
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O-34-3 空床管理におけるMSWの介入の効果と意義
について

○
いたばし あ や こ

板橋 彩子、千田 圭二、竹越 友則、鳥畑 桃子
NHO 岩手病院 地域医療連携室

【背景と目的】岩手病院は 220 床（回復期リハ 50 床、神経難病 50 床、重
度心身障がい児（者）病棟 120 床）あり、1．神経筋難病の政策医療 2．
脳卒中・大腿骨骨折等の回復期リハビリを行っている。当地域では、急性
期総合病院が 1ヶ所、回復期リハビリ病院が 2ヶ所の為、退院後在宅での
受入れが困難な家族、未収金の可能性がある等の問題ケースも当院が早
急に受入れる必要がある。そこで、今年度より医療ソーシャルワーカー
（以下MSW）を 3名体制とした。このような背景の中で、MSWが空床管
理に介入する効果と意義について検討した。【方法】転院前より急性期病
院から情報収集し、問題ケースに早期に発見・対応した。MSWが全入院
患者に介入し、退院がスムースに行えるよう支援をした。また、本人、家
族の希望に合わせ、在宅、施設、転院によってケアマネジャーとの連携、
介護福祉施設、療養型病院などへの調整を行い、空床の把握をした。【結
果】ケースへの介入がスムースになり、面談回数の増加、退院前の家屋調
査への同行が可能となった。また、MSWが空床管理に介入する事で入院
前から情報を把握し、問題ケースへの早期介入が可能となり、在日数が短
縮された。回復期リハ 50 床のうち常に 45 床～48 床が埋まっている為、病
床率も 90％確保している。さらに退院患者の在宅・施設入所の割合は
91％となった。【結論】MSWの増員により、全入院患者へ介入が可能と
なり、退院後在宅での受入れが困難な家族や未収金の可能性がある等の
問題ケースへの早期対応も可能となった。また、早期介入をする事で、在
日数の短縮や施設入所など他機関との調整がスムースになった。

O-34-4 地域医療連携室の機能アップのために

○
さ か い けいいち

酒井 圭一、牛山 祐子、有島 麻莉、垣内 愛、中村 幸子、
遠山 千絵美、萩原 庸子、東篠 美帆、平岩 真奈美、佐藤 和義

NHO 信州上田医療センター 地域医療連携室

地域医療連携室は地域医療のかなめであり、その機能が十分に発揮され
るかが病院経営に密接にかかわる重要な課題である。ところで、地域医療
連携室にはさまざまな問題があり、それらを解決していくことが地域医
療連携室の機能の向上に結び付き、そして、病院経営につながり、さらに
は、患者（地域住民）および職員の満足度向上に直接関与することになる。
今回我々は、県内病院の地域医療連携室における業務の実態とニーズを
把握し、当院および地域医療連携の活動を推進するために、郵送によるア
ンケート調査を実施した。地域医療連携室の機能が十分に発揮されるた
めには、まず、地域医療連携室の存在意義と機能に対する病院自体（職員）
の知識と認識を高めることが不可欠である。また、地域医療連携室の機能
が発揮されることで、地域住民のニーズに応え、そして、病院経営に利益
をもたらすことをスタッフが理解する必要がある。このことにより、新た
な予算を注入し、地域医療連携室を充実させていくという姿勢が可能に
なる。さらに、地域医療連携室の重要性を院内のみならず院外にも発信
し、有機的なネットワークを構築する必要がある。
アンケート調査結果と地域医療連携室の機能アップのための今後の対策
を報告する。

O-34-5 地域医療連携におけるインターネット予約シ
ステムを導入している愛知県下受け側4施設
の連携と現状報告

○
し み ず ゆ う や

清水 裕也、安藤 和徳、山村 政隆、伊藤 健吾、酒井 有希
国立長寿医療研究センター 放射線診療部

当センターでは 2012 年 8 月より地域医療連携サービスC@RNA Con-
nect（富士フィルムメディカル）を利用し、インターネットを利用して診
療所など他医療機関が当センターでの検査の予約ができるようになって
いる。診療所は事前に紹介先施設を指定して登録を行い、IDとパスワー
ドの発行を受ける。この IDとパスワードを使って、インターネット接続
された端末より専用サイトにログインして予約を取得することができ
る。このシステム導入により、予約を受け付けている地域連携室の対応可
能時間にかかわらず概ね 24 時間予約取得することが可能となった。
愛知県内でこのシステムを導入している施設は 5月末現在 4施設ある。
これら運営母体も、地域における役割も異なる 4施設が定期的に集まり、
現状報告、システム・運用面の問題提起などを行っている。今までにオー
ダー項目の表現の共通化の検討、診療所へ登録のお願いの際に他 3施設
の紹介と同時登録の斡旋などを行ってきた。
今回は、この 4施設での活動およびシステム導入前後の予約件数の推移
などについて報告する。

O-34-6 福岡県南二次医療圏におけるコミュニケー
ションツール普及活動―質問紙からみる研究
会の役割―

○
え ぐ ち ゆうすけ

江口 悠介、笹ヶ迫 直一、井形 勉、菊池 慎介、山口 朋子、
池田 留美

NHO 大牟田病院 リハビリテーション科

［はじめに］神経・筋難病患者は，症状進行によりコミュニケーション障
害が出現する．この問題に対して様々なコミュニュケーションツールが
開発されているが，多くは希少疾患ゆえに日常臨床で遭遇する機会が少
なく，支援者の有無や知識・技術の程度に地域格差があるのが現状であ
る．支援者の知識・技術の向上を目的に，2013 年 4 月に大牟田病院を含む
近隣 8施設で「ありあけ神経・筋難病コミュニケーションツール研究会」
（以下，研究会）を設立した．今回，活動内容を報告し，質問紙から期待
される当研究会の役割を考えた．［研究会の活動内容］2013 年度は二度の
講演会を実施した．第一回は症例報告およびコミュニケーションツール
のハンズオン，第二回はローテク・ハイテクツールの体験学習および先
進地区の指導者による講演を行った．終了後に質問紙を配布し回収した．
［質問紙より］延べ 71 名の参加者の内，60 人から質問紙が回収できた．内
訳はリハビリ関連職種が 78％を占め，病院での勤務者が 73％であった．
経験年数に偏りはなく，若年からベテラン層までほぼ均等であった．今後
の活動についても，99％以上の参加者から再び参加したいとの回答が得
られた．自由回答欄には 40 の記載が見られ，参加者自身の知識や技術・
経験が少ない，関連機器の適切な選択が出来ない，支援のあり方に悩み，
相談の場が欲しい，の 3つに大別できた．また，経験の長さに限らずこの
ような回答が得られていた．［まとめ］質問紙より，不安や疑問を抱えな
がら日々の支援に当たっている現状が見えた．また，研究会を相談の場や
交流の場と捉える支援者も多く伺えた．福岡県南部に当研究会が存在す
ることは支援者の研鑽のみならず，情報共有・経験の交流の場になると
考えられた．
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O-34-7 当院における地域医療機関とのリウマチ連携
の報告～「地域で考えるリウマチ治療」の会に
おける連携について～

○
う す だ さ と こ

碓田 聡子、圓城寺 智恵子、末石 眞
NHO 下志津病院 地域医療連携室

当院はリウマチ専門医がいる病院として、遠方からの紹介患者も多い。し
かし、慢性疾患であるリウマチ患者数は年々増大し、ここ数年ではリウマ
チ科の外来は待ち時間が 2，3時間に及ぶ場合も少なくない状況となっ
た。そのため、症状の落ち着いた外来患者がより自宅近くの医院に通院が
出来るよう「地域で考えるリウマチ治療の会」を立ち上げ、リウマチ治療
の研修会などを行い、「1年ごとの当院受診」と「何かあればいつでも受け
入れる」という条件でリウマチ患者受け入れを要請したところ、多くの患
者を地域で受け入れてもらうことが可能となった。3年間で 140 名以上の
患者を地域に受け入れてもらうことができた理由は何だったのか。ひと
つは地域の医療機関と顔の見える関係を作り、「増悪した場合は当院で受
け入れる」と約束していたことが大きいと考えられる。しかし、実際にふ
たを開けてみると、問題が生じて帰ってくるケースは少なく全体の 18％
であった。その理由を探るべく、地域の医療機関と連携を開始した 141
名の患者の受診状況、服薬状況、疾患活動性などを調査した。結果、86％
の患者が PSLを使用しておらず、また 70 名の患者は臨床的緩解の状態
で連携を開始していた。これらのことから、リウマチはきちんとコント
ロールすることにより多くの場合その後は良好な状態を保つことができ
るということ、地域連携に必要なことは顔の見える連携だけではなく、送
り出す医師が患者の状態をしっかり把握して連携を開始することの重要
性を見ることができる。そして、この取り組みにより、安定した連携を行
うことで、患者の経済・時間及び身体的負担の軽減につなげることがで
きたと言える。

O-35-1 要介護者における重篤な有害事象に至った転
倒の検討～平成21年度EBM推進のための
大規模臨床研究 J�FALLS研究より～

○
ま つ だ な お み

松田 直美1、柗下 紗矢佳1、村井 敦子2、山之内 香帆2、
細井 夏実2、加古 祥子2、長瀬 江里2、中島 恵子2、林 郁子2、
川上 喜美代2、饗場 郁子3、斎藤 由扶子3、川井 充4、吉岡 勝5、
松岡 秀徳6、藤村 晴俊7、乾 俊夫8、千田 圭二9、飛田 宗重10、
玉腰 暁子11

NHO 東名古屋病院 リハビリテーション部1、NHO 東名古屋病院 看護部2、
NHO 東名古屋病院 神経内科3、NHO 東埼玉病院 神経内科4、
NHO 西多賀病院 神経内科5、NHO 長崎川棚医療センター 神経内科6、
NHO 刀根山病院 神経内科7、NHO 徳島病院 神経内科8、
NHO 岩手病院 神経内科9、NHO 米沢病院 神経内科10、
北海道大学 公衆衛生学11

【目的】要介護状態にある在宅患者における転倒による重篤な有害事象に
至った事例の患者の基本情報や受傷時の状況などの背景因子から転倒予
防対策を立案する。
【方法】対象は国立病院機構 44 施設の外来へ通院し、介護保険制度にて要
介護・要支援と認定されている 1415 例中、重篤な有害事象（骨折、入院
を要する外傷、死亡）に至った 94 例についての基本情報と受傷時の状況
（発生日時・場所・きっかけとなった行動・どのように・どこに）から、
当院の医師・看護師・理学療法士により転倒の原因を推測し、身体機能
面・環境面での転倒予防対策を検討した。
【結果・考察】重篤な有害事象に至った 94 例について、転倒予防対策を立
案した。代表例：歩行中にバランスを崩して転倒し、骨盤骨折に至った多
系統萎縮症の事例では、失調症状や姿勢反射障害があり転倒リスクが高
く、適切な歩行補助具が選定されていなかったことが原因として推測さ
れた。環境面の対策として歩行器の変更や移動手段の変更、身体機能面の
対策として在宅での歩行練習、バランス練習などを立案した。つまずいて
転倒し、上肢の骨折に至ったパーキンソン病の事例では、姿勢反射障害に
よる転倒リスクが高く、転倒時には両手に物を持っており、二重課題によ
り足元に注意が向かなかったことなどが原因として推測された。環境面
の対策として段差を目立たせる工夫や歩行器の使用、身体機能面の対策
として身体の状態（起立性低血圧・日内変動・ON－OFF現象）の把握や
二重課題下でのバランス練習や歩行練習などを立案した。また、検討した
94 例中 20 例に関しての事例集を作成した。

O-35-2 認知症における転倒による重篤な有害事象発
生率および関連要因～H21年度 EBM推進の
ための大規模臨床研究 J�FALLS研究よ
り～

○
さいとう ゆ ふ こ

齋藤 由扶子1、饗場 郁子1、川井 充2、吉岡 勝3、松尾 秀徳4、
藤村 晴俊5、乾 俊夫6、千田 圭二7、飛田 宗重8、玉腰 暁子9

NHO 東名古屋病院 神経内科1、NHO 東埼玉病院 神経内科2、
NHO 西多賀病院 神経内科3、NHO 長崎川棚医療センター 神経内科4、
NHO 刀根山病院 神経内科5、NHO 徳島病院 神経内科6、
NHO 岩手病院 神経内科7、NHO 米沢病院 神経内科8、
北海道大学 公衆衛生学9

【目的】介護保険を利用する在宅認知症患者における転倒による重篤な有
害事象の発生頻度および関連要因を明らかにする。【方法】対象は国立病
院機構 44 施設の外来へ通院し、介護保険制度を利用する 1415 例のうち、
主治医意見書で認知症と診断され、追跡可能であった 207 例。平均年齢
81.7 歳。登録時に基本情報、転倒に関する問診、介護保険主治医意見書の
項目、薬剤を調査し、神経内科専門医が運動機能・認知機能を評価の上、
1年間転倒による重篤な有害事象（骨折、入院を要する外傷、死亡）を観
察した。重篤な有害事象の有無と登録時評価項目について χ2 検定を行っ
た。【成績】転倒による重篤な有害事象は 207 例中 13 例（6.3％）、100
人年あたり 7.7 件発生した。χ2 検定の結果（p＜0.1）より、重篤な有害事
象に関連する要因は、‘障害高齢者自立度A’‘屋内移動能力が独歩～介助
歩行’‘筋強剛・固縮がある’‘夜間頻尿 3回以上’であった。また認知症で
あるが‘見当識障害がない’方が重篤な有害事象が多かった。【結論】介
護保険を利用する認知症患者における転倒による重篤な有害事象の発生
率は年間約 6％で、介護保険利用者全体の発生頻度とほぼ同様であった。
本研究は国立病院機構本部が主催する「EBM推進のための大規模臨床研
究」事業のひとつとして実施された。

O-35-3 通院パーキンソン病患者の転倒による骨折の
発生率と関連要因～平成21年度EBM推進
のための大規模臨床研究より～

○
ち だ け い じ

千田 圭二1、吉岡 勝2、饗場 郁子3、斉藤 由扶子3、川井 充4、
松尾 秀徳5、藤村 晴俊6、乾 俊夫7、飛田 宗重8、玉腰 暁子9

NHO 岩手病院 神経内科1、NHO 仙台西多賀病院 神経内科2、
NHO 東名古屋病院 神経内科3、NHO 東埼玉病院 神経内科4、
NHO 長崎川棚医療センター 神経内科5、NHO 刀根山病院 神経内科6、
NHO 徳島病院 神経内科7、NHO 米沢病院 神経内科8、
北海道大学 公衆衛生学9

【目的】要介護状態にある通院パーキンソン病（PD）患者における転倒に
よる骨折の発生頻度と関連要因を明らかにする．【方法】対象は国立病院
機構 44 病院に通院し，介護保険制度にて要介護・要支援と認定されてい
る PD患者 409（男 171，女 238）人．平均年 75.6 歳．登録時に基本情報、
転倒に関する問診，介護保険主治医意見書の項目，薬剤を調査し，神経内
科専門医が運動機能・認知機能を評価した．1年間追跡し，転倒による骨
折の発生を観察した．転倒患者群おいて骨折発生の有無と登録時評価項
目との関連を χ2検定または直接確率計算法にて検定し，さらに比例ハ
ザードモデルを用いて発生リスクを検討した．【成績】転倒による骨折は
28 人（6.8％），100 人年あたり 8.6 人に発生した．3人に 2箇所骨折が起
こった（上肢�上肢，上肢�肋骨，脊椎�鎖骨）ので，骨折発生数は合計 31．
内訳は顔面 1件，鎖骨 2件，肋骨 6件，脊椎 8件，上肢 9件，大腿骨頚部
4件，大腿骨以外の下肢 1件であった．観察期間中に転倒した 273 人を骨
折群 28 人と非骨折群 245 人に分けて比較すると，骨折に関連した要因
は，主治医意見書「現在あるか，今後発生の可能性が高い」における「尿
失禁」（OR 2.9），週数回以上の転倒頻度（OR 3.5），神経所見におけるwear-
ing off（OR 2.4）の 3項目であった．【結論】要介護状態にある通院 PD
患者における転倒による骨折の発生頻度は年間 6.8％で，本邦高齢者の約
3倍であった．転倒者において骨折と関連した要因は，尿失禁（またはそ
の可能性），週数回以上の転倒頻度，およびwearing off であった．本研究
は国立病院機構本部が主催する「EBM推進のための大規模臨床研究」事
業として実施された．
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O-35-4 急性期内科・外科患者における転倒・転落ハ
イリスク患者識別のためのアセスメント項目
の検討

○
まるやま か ず こ

丸山 和子1、森脇 睦子2、本郷 千草3、坂本 浩志4、石井 優子5、
石原 敬子6、村井 紀子7、佐藤 由美8、佐々木 真由美9

NHO まつもと医療センター松本病院 医療安全管理室1、
NHO 本部総合研究センター 診療情報分析部2、
NHO 名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校3、
NHO 弘前病院 医療安全管理室4、
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 医療安全管理室5、
NHO 名古屋医療センター 看護部6、
NHO 大阪南医療センター附属看護学校7、NHO 徳島病院 看護部8、
NHO 長崎医療センター 看護部9

国立病院機構では、平成 19 年に「転倒・転落アセスメントシート」を作
成し、ハイリスク患者を識別するツールとして活用してきた。患者像に併
せたリスク評価が必要であるが、全ての患者に同じ 41 項目のアセスメン
トシートを使用しているため、項目が臨床実態に即していないなどの問
題があった。そこで、患者の疾患特性等を考慮した転倒・転落のリスク
ファクターの検討が必要であると考えた。国立病院機構病院の協力が得
られた 43 病院で平成 23 年 2 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日に在院した
急性期医療を受けている患者 26,340 人を対象に、内科・外科別に転倒・
転落状況を分析した。分析項目は、患者属性に加え 41 の転倒・転落アセ
スメント項目とし、転倒・転落の有無について x2 検定およびロジス
ティック回帰分析を行った。内科・外科ともに、「過去、入院中に転倒・
転落したことがある」（内科OR＝5.53、外科OR＝7.59）、「ナースコールを
押さないで行動しがちである」（内科OR＝3.9、外科OR＝2.24）、「入院・転
倒・転室後（8日以降）である」（内科OR＝3.04、外科OR＝1.72）、「リハ
ビリ開始時期、訓練中である」（内科OR＝1.93、外科OR＝1.56）、「麻薬を
使用中である」（内科OR＝1.90、外科OR＝1.84）、「睡眠鎮静薬を使用中で
ある」（内科OR＝1.82、外科OR＝1.69）、「自立歩行できるがふらつきがあ
る」（内科OR＝1.50、外科 R＝1.45）の 7項目が有意な項目であった。その
他 5項目が内科に、4項目が外科に特徴的であった。この結果から、内科・
外科別にアセスメントシート項目を検討し、内科 12 項目、外科 11 項目に
改良した。オッズ比が高いアセスメント項目を適正に取り入れることで
アセスメント項目の簡素化を図った。

O-35-5 ハンセン病療養所における後期高齢者の転倒
予防―運動機能維持と加齢変化の検証―

○
う め だ まさひこ

梅田 雅彦1、中尾 成孝1、河岡 志朗1、西村 剛1、三吉 博久1、
瀧口 福人1、寺本 結衣1、新地 律子2

国立療養所長島愛生園 リハビリテーション室1、
国立療養所長島愛生園 医療安全管理室2

【はじめに】当園入所者の平均年齢は 83.6 歳（男性 83.1 歳、女性 84.1 歳）
となり、後期高齢化状態にある。平成 17 年度（以下H17）以降の過去 9
年間の園内インシデント報告件数のうち、転倒件数は年間平均 200 件を
超え、緩やかな増加傾向を示している。当園リハビリ室では、身体機能維
持を目的とし、転倒予防教室を同年度より開催している。【目的】教室参
加者の長期的な運動機能維持または改善、体格変化の有無を検証する。
【方法】H17、H25 の参加者における運動機能評価（最大一歩幅、10m
全力歩行）、体格評価（身長、体重）の測定結果を比較検討した。統計学
的解析には t検定を用い、有意水準は 5％未満とした。【結果】H17 群で
は、最大一歩幅の左右平均は、それぞれ 70.5±18.4cm、70.2±18.1cm、平
均歩行時間は 9.56±2.1 秒、歩数 19.1±4.4 歩、H25 群の最大一歩幅左右平
均は、72.9±19.2cm、71.5±17.3cm、平均歩行時間 9.24±2.2 秒、歩数 20±
4.1 歩であった。両群間に有意差はみられなかった。体格では、H17 群は
平均身長 1.53±0.1m、体重 57.3±9.1kg、H25 群では平均身長 1.51±0.1m、
体重 52.2±11.0kg であった。身長（p＝0.003、対応のある t検定）、体重
（p＜0.001）で有意差がみられた。【考察】参加者の運動機能維持が確認さ
れ、転倒予防効果への影響が期待できる結果であった。体格変化から、骨
脆弱性、骨格筋の減少が推測され、姿勢変化や重心偏位の可能性や転倒歴
への影響について、今後より詳細な評価が必要であると考えられた。

O-35-6 ハンセン病療養所における後期高齢化が与え
る影響（転倒・日常生活自立度）を考える

○
な か お しげたか

中尾 成孝1、梅田 雅彦1、河岡 志朗1、西村 剛1、三吉 博久1、
瀧口 福人1、寺本 結衣1、新地 律子2

国立療養所長島愛生園 リハビリテーション室1、
国立療養所長島愛生園 医療安全管理室2

【はじめに】厚生労働省によると、わが国の平均寿命は、男性 75.59 歳、女
性 86.44 歳（平成 21 年）、内閣府高齢社会白書（平成 24 年）では 65 歳以
上の高齢化率は 24.1％に上昇し、75 歳以上では 11.9％と報告されてい
る。一方、健康寿命（日常生活に制限のない期間の平均寿命）は、男性 70.42
歳、女性 73.62 歳（平成 22 年）と平均寿命との隔たりがある。当施設では、
入所者 239 名（男性 132 名、女性 107 名）の平均年齢は、男性 83.1 歳、女
性 84.1 歳（平成 26 年 4 月）であり、男女とも後期高齢化の渦中にある。
【方法】平成 17 年から 25 年までのインシデント報告に占める転倒件数、
療養所施設で用いられている不自由度、介護度調査資料をもとに、後期高
齢化のもたらす影響を医療安全、日常生活自立度（ADL）の面から検討し
た。【結果】過去 9年間における総インシデント報告件数 8,714 件のうち、
転倒件数は 1,863 件、転倒による骨折件数は 46 件であった。年間平均 207
件発生しており、入所者数あたりの転倒率は平成 17 年より漸増していた
（42.7�80.7％）。年齢推移は転倒率の推移（相関係数 r＝0.96，p＜0.001，ピ
アソンの相関係数）、入所者数、不自由度、介護度とそれぞれ強い相関を
示した。不自由度は男女とも 80 歳、転倒率は 81 歳を境に増加傾向を示
し、女性が男性より高かった。介護度は男性が高かった。コミュニケー
ション、認知機能は男女とも低下傾向を示した。【考察】後期高齢化が
ADL、転倒に及ぼす影響は大きいが、今後、身体機能面の分析を行い、健
康寿命の維持、増進を図りたいと考える。

O-35-7 骨折事故防止対策の策定に向けた骨折危険因
子評価

○
う お の ひ ろ み

魚野 浩美1、増山 智子1、越中 のりこ1、橋 直美1、吉田 光宏2

NHO 北陸病院 看護課1、NHO 北陸病院 臨床研究部2

【目的】院内骨折事故発生抑制を目的として、既存の骨折予防対策を行っ
ているが、十分な効果が得られていない。そこで、我々は、新たな骨折事
故防止対策の構築に向けて、過去 5年間の当院における骨折事故の分析
を行う。【方法】北陸病院における 2009 年度から 2013 年度の神経難病病
棟、重症心身障害者病棟、精神障害者病棟、認知症病棟における骨折事例
を全例検討し、発生時期、時間帯、患者背景、危険因子、投薬内容、予後
等を評価し、当院における骨折のリスク因子を検討する。【成績】骨折件
数は、2009 年度から漸増傾向であったが、2012 年度に一時半減し、2013
年度に再度増加していた。骨折の原因は、不明が最も多く、続いて転倒、
転落、自傷・他害の順であった。認知症病棟では、2011 年度から身体抑制
を減らすケアを実施しているが、骨折事故は、減少傾向であった。季節に
よる骨折事故の頻度は、有意な所見は認められなかった。【結論】各病棟
により患者背景が異なり、多様な危険因子が存在し、それぞれの病棟で
個々に危険因子の重みづけを行った対応が必要である。年度による骨折
事故件数の大きな変動があり、今後は、職員の配置転換等に伴う骨折件数
変動との関連も検討の必要がある。
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O-35-8 要介護者における転倒による重篤な有害事象
発生率および関連要因～H21年度 EBM推進
のための大規模臨床研究 J�FALLS研究よ
り～

○
あ い ば い く こ

饗場 郁子1、齋藤 由扶子1、川井 充2、吉岡 勝3、松尾 秀徳4、
藤村 晴俊5、乾 俊夫6、千田 圭二7、飛田 宗重8、玉腰 暁子9

NHO 東名古屋病院 神経内科1、NHO 東埼玉病院 神経内科2、
NHO 西多賀病院 神経内科3、NHO 長崎川棚医療センター 神経内科4、
NHO 刀根山病院 神経内科5、NHO 徳島病院 神経内科6、
NHO 岩手病院 神経内科7、NHO 米沢病院 神経内科8、
北海道大学 公衆衛生学9

【目的】要介護状態にある在宅患者における転倒による重篤な外傷の発生
頻度および関連要因を明らかにする。【方法】対象は国立病院機構 44 施設
の外来へ通院し，介護保険制度にて要介護・要支援と認定されている
1415 例。年齢 75.5±9.6 歳。登録時に基本情報、転倒に関する問診、介護
保険主治医意見書の項目、薬剤を調査し、神経内科専門医が運動機能・認
知機能を評価の上、1年間転倒による重篤な有害事象（骨折、入院を要す
る外傷、死亡）を観察した。重篤な有害事象の有無と登録時評価項目につ
いて χ2 検定を行い，さらに比例ハザードモデルを用いて発生リスクを検
討した。【成績】転倒による重篤な有害事象は 1415 例中 94 例（6.6％）、100
人年あたり 8.9 件発生した。内訳は骨折 85 件（6.0％）、入院を要する外傷
47 件（3.3％）、死亡 0件。比例ハザードモデルの結果より、有意に重篤な
有害事象を発生するリスクは、‘認知症高齢者自立度 2’1.9 倍、‘症状が不
安定’2.3 倍、‘過去 1年間の転倒頻度が月に数回’1.7 倍、‘週数回～毎日
何度も’6.3 倍、‘過去 1年間の重篤な有害事象回数が 2回以上’3.6 倍、‘夜
間頻尿（3回以上）’1.9 倍、‘屋内外階段使用’1.9 倍、骨粗しょう症治療
薬 2～4剤服用’2.4 倍であった。【結論】要介護者における転倒による骨折
の発生率は年間 6％で、わが国における地域高齢者の約 3倍であった。転
倒による重篤な有害事象発生と関連する要因は、認知症高齢者自立度、症
状の安定性、過去 1年間の転倒頻度・重篤な有害事象回数、夜間頻尿、階
段使用、骨粗しょう症治療薬服用数であった。本研究は国立病院機構本部
が主催する「EBM推進のための大規模臨床研究」事業のひとつとして実
施された。

O-36-1 出産後の妊娠糖尿病患者の経過について

○
やまぐち る み

山口 留美1、有働 舞衣1、中村 まりえ1、吉田 知未1、吉丸 雅美2

NHO 長崎医療センター 栄養管理室1、NHO 佐賀病院2

【はじめに】妊娠糖尿病は将来的に 2型糖尿病発症リスクが高いという認
識はあったが、栄養指導を行う中で出産後の短期間で 2型糖尿病と診断
されている患者が多い印象を受けた。そこで今回、当院において妊娠糖尿
病の栄養指導を受けたことがあり、その後も当院で産褥フォローを行う
経過で 2型糖尿病と診断され、再栄養指導を受けた患者の背景について
調査を行ったので報告する。【対象】当院にて平成 22 年 4 月から平成 23
年 3 月までの 1年間に妊娠糖尿病について栄養指導をうけた患者 65 名
中、糖尿病合併妊娠を除き、産褥フォローも当院で行っている患者 51
名。【方法】対象患者の食生活内容の変化および非妊娠時BMI 等について
調査を行った。【結果】妊娠糖尿病と診断され栄養食事指導を行い、さら
に当院で産褥フォローしている患者のうち 3年以内に約 25％が 2型糖
尿病と診断された。また、2型糖尿病と診断された患者の 75％が「日本産
婦人科栄養問題委員会」指標における肥満判定の非妊娠時BMI24 以上で
あった。さらに、育児で忙しいなどの理由から食生活への関心が薄れ、多
くの患者が妊娠糖尿病発症以前の食生活に戻っていた。【まとめ】妊娠糖
尿病の患者は、血糖コントロールのゴールを出産までと考え取り組んで
いる場合が多い。しかし、非妊娠時の体重が肥満判定である場合は特に 2
型糖尿病発症のリスクも含めた継続栄養食事指導を行い、日常の食生活
改善を意識付けさせることが重要と考えられる。

O-36-2 当科におけるBakri バルーンの使用経験

○
あ か ぎ こうぞう

明城 光三、工藤 多佳子、井ヶ田 小緒理、岩橋 秀樹、島 崇、
豊島 将文、松浦 類、石垣 展子、牧野 浩充、早坂 篤、
吉永 浩介

NHO 仙台医療センター 産婦人科

【目的】産後の過多出血（PPH）に対する対処法として子宮内バルーンタ
ンポナーデ法の有用性が報告されており、本邦でも平成 25 年 4 月より分
娩後 24 時間以内に発生する分娩後出血に対しBakri バルーンが保険適
用となり、臨床現場での使用が可能となったため、その臨床的効果の検討
を目的とした。【方法】平成 25 年度当院分娩例でのBakri バルーンの使用
例に関して検討した。臨床成績をその前年度と比較検討した。【成績】対
象期間でBakri バルーンを使用したのは 12 例で、1例を除き選択帝王切
開術であった。適応は既往帝切 5例、子宮筋腫合併 3例、前置・低置胎盤
2例、双胎 1例であった。11 例のうち術中にバルーンを設置したのが 8
例であり、3例は術後出血が多いためバルーンを設置した。輸血やその後
塞栓術や子宮全摘術を要した例はなかった。術後 48 時間以内の子宮動脈
塞栓術は平成 24 年度では 2例あったのに対し平成 25 年度では無かっ
た。輸血例は平成 24 年度 15 例に対し平成 25 年度では 5例であった。子
宮全摘例は平成 25 年度、24 年度共 2例であった。【結論】PPHのうち子
宮マッサージ、双手圧迫、子宮収縮薬などで対処困難な治療抵抗性の弛緩
出血に対しては IVR（Interventional radiology）による動脈塞栓術や子宮
全摘術が止血の手段となっていたがいずれも相応の侵襲を伴う。Bakri
バルーンが分娩後 24 時間以内に発生する分娩後出血に対し保険適用と
なったため積極的に使用した結果、前年度に比較し子宮動脈塞栓術や輸
血必要例が減少した。この減少効果に対するBakri バルーンがどの程度
寄与しているかは今後の検討が必要と思われた。

O-36-3 当院での超緊急帝王切開術への体制作りとそ
の成績

○
ま き の ひろみつ

牧野 浩充1、菅野 加奈子4、井ヶ田 小緒里1、松浦 類1、
石垣 展子1、吉永 浩介1、渡辺 洋子2、綿引 奈苗2、加賀 元宗3、
渡邉 浩司3、佐藤 秀子4、千葉 智睦5、澤田 真樹5、川村 隆枝3、
明城 光三1

NHO 仙台医療センター 産婦人科1、NHO 仙台医療センター 麻酔科2、
NHO 仙台医療センター 新生児科3、NHO 仙台医療センター 看護部4、
NHO 仙台医療センター 中央手術室5

【はじめに】近隣の分娩施設の減少により当院の分娩取扱件数が増加し、
それに伴い急速遂娩の症例も増えてきた。そこで、超緊急帝王切開術を必
要とする症例に対する体制作りが急務となってきた。【方法】超緊急帝王
切開術決定から児娩出までを 30 分以内（手術室入室までの前半部分を 15
分以内、入室から児娩出までの後半部分を 15 分以内）を目標とした。前
半部分はこれまでの取り組みで体制作りができたので、平成 25 年度から
は後半部分の目標達成のために産科のみならず、麻酔科、新生児科、手術
室スタッフを交えた体制作りを行った。定期的に合同シュミレーション
を行い問題点を整理し、超緊急帝王切開術例の術後に反省の機会を持ち
改善をはかった。【成績】平成 25 年度に超緊急帝王切開術の決定を行った
症例は 9例（全分娩数の 0.83％）で、内訳は胎児持続性徐脈 5例、常位胎
盤早期剥離 4例であった。決定から児娩出までの平均時間は 32.2 分で
あったが、常位胎盤早期剥離の 4例では、決定から児娩出までは平均 25.5
分と短かった。児の予後は、8例は生存、1例は出生 16 分後死亡であった。
【結論 1】最低限度の術前説明と同意書の用意、検査の簡素化、必要物品の
準備・所在の明確化を行った。3名の助産師が加わり役割分担し、麻酔
科・新生児科・手術室スタッフとスムーズな連携が取れるようにした。
【結論 2】体制を整えた初年度では、決定から児の娩出までを 30 分以内と
いう目標は、わずかに達成できなかった。今後は、目標時間のさらなる短
縮のための努力を行うこと、外来患者では、症状に注意し、症状出現から
病院到着までの時間と、到着後超緊急帝王切開術決定までの時間短縮を
工夫する必要があると思われた。
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O-36-4 帝王切開術施行7日後にDICを伴う大量出血
をきたし、子宮動脈塞栓術を施行した1例

○
かさはら しょうこ

笠原 祥子、岩橋 秀樹、松浦 類、石垣 展子、牧野 浩光、
明城 光三

NHO 仙台医療センター 臨床研修部

【はじめに】帝王切開術施行 7日後にDIC を伴う大量出血をきたし、子宮
動脈塞栓術を施行した 1例を経験したので報告する。
【症例】31 歳女性、0経妊 0経産。39 週 5 日の妊婦健診で血圧 137�96、再
検でも 155�103 と高値を認めたため血圧管理目的に入院となった。入院
日よりメチルドパ 250mgを 4 錠�日、分 4で内服開始。入院後は血圧コン
トロールできていた。妊娠 40 週 1 日の 4時 10 分頃自然破水し、その後血
圧上昇してきたためニフェジピン 10mgを 3 錠�日、分 3で内服追加。40
週 2 日には母体疲労強く、ニカルジピン塩酸塩 1mg�hr 静注行うも血圧
コントロール不良だったため緊急帝王切開術施行。児は 3135g、Apgar
score 8�9、UApH7.281 であった。術後の経過は異常なく、術後 6日目に
行った退院診察でも特に異常所見はなかった。
退院日を予定していた術後 7日目の午前 5時に多量の出血があった。造
影CT撮影したところ子宮動脈からの活動性の出血を認め、放射線科に
依頼し緊急で両側子宮動脈塞栓術（UAE）を行った。DIC に対してはRCC
8 単位、FFP 10 単位、濃厚血小板 20 単位、アンチトロンビン 3製剤 1500
単位、遺伝子組み換えトロンボモジュリン製剤 20000 単位投与。UAE
施行後 2日目に造影MRI を行ったところ子宮内に血腫貯留はあるもの
の活動性の出血は認めなかった。UAE施行後 4日目に退院、その後外来
にて経過観察を行っているが血腫は縮小傾向にあり、感染兆候もなく経
過は順調である。
【結論】帝王切開術直後にDIC を合併した大量出血の症例は報告が多く、
輸血や子宮摘出、子宮動脈塞栓術などの処置が行われる。術後経過順調で
7日目にDIC を伴う大量出血の症例は稀ではあるが帝王切開術直後の出
血と同様の対処法が有用であった。

O-36-5 妊娠中に感染を起こしドレナージを要した
Gartner 管嚢胞の一例

○
き だ な お こ

木田 尚子、伴 建二、矢口 愛弓、田中 稔恵、寺田 亜希子、
橋本 佳奈、伊東 裕子、頼 裕佳子、松本 久宣、岡垣 篤彦、
巽 啓司

NHO 大阪医療センター 産婦人科

Gartner 管嚢胞は胎生 5－8週にかけてのWollf 管とMuller 管の発生異
常に起因し、Wollf 管の遺残が嚢胞化したものである。成人女性の約 25％
に Gartner 管を認め、その 1％が Gartner 管嚢胞になると言われている。
嚢胞は普通、1つのみで片側性、2cm以下であり、膣壁の近位前外側にみ
られる。通常は無症状であるが、嚢胞径が大きくなると排尿困難や圧迫
感、帯下、痛みなどの症状が見られるようになる。今回我々は、妊娠中に
Gartner 管嚢胞が感染を起こしドレナージにより治療し、分娩後摘出した
一例を経験したので報告する。

O-36-6 当科で実践している細径化腹腔鏡手術と経腟
的搬出経路の工夫

○
さいとう ゆ う じ

齋藤 裕司、内田 亜紀子、大隅 大介
NHO 北海道医療センター 生育・女性医療センター 婦人科

【目的】近年更なる低侵襲を目指した腹腔鏡手術が注目されており、その
方向性は単孔式を中心としたポートの減数化と細い径のポートを用いる
細径化に二分されている。当科ではこれまで単孔式や 2孔式手術を積極
的に取り入れてきたが、これらの方法では臍への侵襲の大きさが懸念さ
れ、実際に臍の疼痛や感染、形状変化やケロイド化が問題となる症例を経
験している。そこで一部の症例に細径化手術を導入し、さらに摘出物搬出
経路のダグラス窩は原則非縫合とし、それらの有効性を検証したので報
告する。【方法】卵巣腫瘍や子宮外妊娠手術を中心に、1st Trocar として
臍に 5mmポートを留置、2nd Trocar として 3or5mmポートを留置、さら
に臍輪あるいはその他の場所に 2mm細径鉗子を直接穿刺し使用。以上に
よる細径化手術を実施し、E・Zアクセスを用いた 2孔式手術との比較を
行った。また摘出物の搬出経路としてダグラス窩に挿入した 12mmポー
トを利用し、ダグラス窩創は開放したまま手術を終了した。【結果】細径
化手術はE・Zアクセスを用いた 2孔式手術と比較して臍への侵襲が小
さく、臍トラブルは減少し疼痛も軽減した。またダグラス窩創を非縫合し
た症例において出血や帯下の自覚あるいは疼痛の訴えもなく、白血球数
やCRP値に有意な上昇もなかった。【結論】細径鉗子を用いた細径化手術
は、手術の完遂度を保ちながら患者の満足度を高めることにも繋がった。
また経腟的搬出経路におけるダグラス窩創の非縫合化は、合併症頻度を
増やすことなく有効な手段と考えられた。

O-36-7 子宮筋腫に対し子宮動脈塞栓術施行し、その後
子宮筋腫S状結腸瘻を来した1例

○
あ ら い た か し

荒井 孝至1、倉持 みずき2、堀井 城一郎3、楮 柏松2、
玉井 恒憲2、細田 泰雄2、関塚 永一2

NHO 埼玉病院 前期研修医1、NHO 埼玉病院 消化器内科2、
NHO 福山医療センター 消化器内科3

【はじめに】子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓術（UAE）は子宮筋腫治療の
1つの選択肢として有効性が示されている。しかしながら、少ないながら
も合併症が起こる場合がある。今回我々は、子宮筋腫に対してUAE施行
後に結腸子宮筋腫瘻を生じた 1例を経験したので報告する。【症例】48
才女性。2経妊 2経産 正常分娩。2006 年に他院にて子宮筋腫に対し
UAE施行。半年ごとに外来にて経過追っていたが問題は指摘されていな
かった。2013 年 12 月 X日、毎年受けていた健康診断にて初めて便潜血陽
性認められ、精査目的に当院紹介受診となった。下部内視鏡施行し、S
状結腸に隆起型の病変認められ早期大腸癌が疑われた。1ヶ月後NBI 拡
大内視鏡施行したところ癌の診断には至らず、また 3度に渡る計 7ヶ所
の生検結果でも悪性所見は見られなかった。2月の CF施行時に病変部中
央に瘻孔を認め、造影すると腸管外への漏出が認められた。また瘻孔と子
宮筋腫が接していることから子宮筋腫 S状結腸瘻が疑われた。【考察】子
宮筋腫に対するUAEの合併症に稀ではあるが腹膜内癒着があり、今回は
子宮筋腫と S状結腸との間に癒着を形成し、その後瘻孔を形成したと考
えられる。UAE後に子宮筋腫小腸瘻を形成したとの報告もあり、今後は
UAE後の合併症として瘻形成も念頭に置いてフォローしていく必要が
ある。
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O-36-8 CINに対する、レーザー蒸散、円錐切除を行っ
た症例の型別HPVの推移

○
こばやし まさゆき

小林 正幸1、塚尾 麻由1、吉冨 恵子1、平野 開士1、長崎 真琴2、
桃木 美弥2、久保 智子2、長崎 弥生2、石田 克成3

NHO 浜田医療センター 産婦人科1、NHO 浜田医療センター 臨床検査科2、
NHO 岩国医療センター 臨床検査科3

【目的】CINに対しレーザー蒸散、円錐切除が広く施行されており良好な
成績を得ているが、治療前後でのHPVの型別診断を行い、消失への経緯、
消失後の再感染の状態などにつき検討した。【方法】HPVの検出は PCR
法を用いて型別分類を当院検査科にて行ったが、一部経過観察をHPV
－DNA法にて行った。対象はレーザー蒸散、円錐切除前後でHPVが測定
し得た 45 例（レーザー蒸散 13 例、円錐切除 32 例）とし、検査のタイミ
ングは治療前、治療後約 2ヶ月目にはほぼ全例で施行したが、その後は症
例において適宜検査した。治療後HPV陰性化が確認できても可能な症例
はその後もHPV検査を施行した。【成績】治療前のHPV陽性率は 95.6％
（43�45）であった。治療前に検出されたHPVの累陰性化率はレーザー蒸
散群 100％（13�13）、円錐切除群 93.3％（28�30）であった。治療後初回の
陰性化率はレーザー蒸散群 46.2％（6�13）、円錐切除群 76.7％（23�30）で
あり、治療後HPVが陰性化するまでに数ヶ月要した症例も多い。治療前
のHPVが陰性化後にHPVが再度陽性となったのは経過観察し得た 28
例中 11 例（39.3％）であったが、11 例中 9例は治療前と違う型、後の 2
例はDNA法であり、治療前と同型の再発は認めなかった。【結論】今回
の症例では治療により一旦消失したHPVの同型の再感染は認められな
かった。この事は治療により基底膜の破壊とHPV感染細胞の崩壊により
抗体が産生され、同型のウイルスの感染を防御している可能性が高く、尚
治療により産生された抗体と炎症細胞などが関連し、治療後残存HPV
があっても排除する機構が存在すると考えられた。

O-37-1 服薬忘れの多い糖尿病患者の服薬指導

○
し が ま り

志賀 麻里、阿部 美咲、藤原 信子、星 康子、清野 仁
NHO 宮城病院 看護部外来

【はじめに】内科外来では、糖尿病で通院、内服治療されている方も多い。
事例の 68 歳・男性は、度々の服薬指導にもかかわらず、理解力不足のた
め服用を忘れることが多く、血糖コントロール不良が原因と考えられた。
このような患者における服薬コンプライアンスを高める方法を検討し、
一定の効果が得られたので報告する。【研究方法】事例研究。期間：平成
25 年 4 月～11 月。研究対象：内科外来通院中の糖尿病患者、男性、68
歳。データ収集：介入前後の服薬忘れの頻度、血糖値、HbA1c（JDS）値。
データ分析方法：介入前後の残薬量・服薬率と血糖・HbA1c の比較。
【結果】MMSEは 20 点であり、認知度の低下が確認された。介入前の服
薬率は 30％と低く、HbA1c 値は 8.0～8.5％で推移した。糖尿病への理解
の確認や服薬指導のため、パンフレットを活用するなど、医師、看護師か
ら繰り返し説明し、母親の協力も得た結果、服薬率は 41％、HbA1c 値は
7％台後半まで改善したが、不充分であった。そこで、服薬状況について
詳しく聞き取り調査を行ったところ、昼食前後薬を殆ど服用していない
ことが判明、主治医と相談し、比較的服用忘れの少ない朝・夕食後のみの
投薬に変更した。その結果、服薬率は 89％まで上昇し、HbA1c 値も 6.8％
まで改善した。【考察】一般的な指導では理解が困難な症例においても、
より患者に合った方法で介入することにより、服薬率を高め、血糖コント
ロールを改善させることができた。しかし、良好な状態を維持するために
は継続的な関わりや家庭環境の変化などにも対応して、地域保健師との
連携も必要になるものと考えられた。

O-37-2 再入院した糖尿病患者の背景と要因

○
せき さ ち こ

関 幸子、福井 絢香、倉地 芳美、倉本 麻美、永江 容子
NHO 小倉医療センター 看護部

【目的】A病棟の糖尿病入院患者 61 名のうち、再入院患者は 27 名（44.3％）
であり、再入院の要因は患者の知識不足と考えた。また当院の患者は、糖
尿病にアルコール性肝疾患や精神疾患を併発している患者も多く再入院
の割合が高いのではないかと考えた。そこで、糖尿病入院患者を調査分析
することで患者の特徴と要因を解明し、個別的な患者教育に繋げること
を目的とした。【対象及び期間】H24 年 4 月 1 日～H25 年 3 月 31 日にA
病棟に入院した糖尿病患者 124 名中、主病名が糖尿病で再入院した患者
50 名【方法】対象者の診療録から患者背景及び再入院の要因として分析に
必要と考えた項目を単純集計する【結果・考察】1．肝疾患・精神疾患の
関連性からみた再入院の要因糖尿病に肝疾患を併発している患者は
16％、糖尿病に精神疾患を併発している患者は 6％であり、再入院の要因
とは断定できなかった。2．入院時のHbA1c、合併症からみた再入院の要
因糖尿病歴は 1年～43 年で平均 15.3 年、入院時のHbA1c 平均値は
9.37％、糖尿病再入院歴は初回 36％、2回目 24％、3回目 16％、4回目以
上 24％である。再入院患者の 94％は何らかの合併症を発症し、3回目以
上の患者は全員多発合併症を認めた。特に 30 代全員に糖尿病性腎症を発
症していた。この現状から、合併症は再入院の要因であり今後は重症化予
防につながる個別教育を実施する必要があることが示唆された。3．家族
支援状況と就業の有無からみた再入院の要因同居家族が 74％いるが同
居者が必ずしも支援者となり得ると限らず、患者には支援者がいない可
能性が考えられた。今後は同居家族の支援能力も評価し、重症化予防対策
と生活の改善点を患者と共に見出していく指導が必要と考える。

O-37-3 SGLT2阻害薬における食嗜好への影響を栄
養指導に繋げるために～アンケート調査から
見えてきたこと～

○
むねもと ゆ か

宗本 由香1、廿日岩 美宏1、表 順子1、金本 郁美1、郁芳 玲子1、
福永 みちる2、鴻山 訓一2

NHO 兵庫中央病院 栄養管理室1、NHO 兵庫中央病院 糖尿病内科2

【目的】SGLT2阻害薬は尿糖排出により血糖改善効果を期待する薬であ
る。また体重減少効果も認めている。一方、体重減少が 3～6ヶ月で下げ
止まるとも言われており、その一因としてカロリーロスによる食事量増
加が挙げられる。そこでこの原因を探るため、SGLT2阻害薬の使用前後で
の体重、食事摂取量、食嗜好の変化について検討した。【方法】体調変化、
食欲・食嗜好変化による摂取量変化、変化時期、薬の効果に対する満足度
等についてアンケートを実施。投薬 1か月後において変化を追った。【患
者背景と結果】1．68 歳女性。間食が止められずHbA1c 高値の為内服開
始。このまま薬に頼ってはいけない、と行動変容が起きた。結果的には薬
処方が食事摂取過剰の抑止力となった。2．57 歳男性。糖質制限を実行で
きなくなりHbA1c 悪化の為内服開始。開始後尿回数が増加、尿糖が出る
ことによる高血糖状態のような倦怠感が出現。食欲減退するも、主食や米
菓子を欲した。内服 1か月後体重 1kg 減。3．61 歳女性。退職後食生活が
不規則になりHbA1c 悪化、入院。退院時にBOTへ変更。内服開始。開
始 2日後ふらつき出現、尿回数が増加。食欲、食嗜好は変化なし。退院 1
か月後のため、食生活の乱れ無し。4．59 歳女性。間食が止められずHbA
1c 悪化の為内服開始。開始後すぐ尿回数が増加。投与 1週間後から食欲・
食事量が増加したが体重増加は認めない為薬に対する満足感は有り。【結
語】SGLT2阻害薬投与による食嗜好変化の傾向を明らかにする事により、
栄養指導や診察において早期に対策が立てられ、介入する事で更に治療
効果が得られると考えられる。今後は 3か月後、6か月後と継続的にモニ
タリングを行い、効果について明らかにしたい。
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O-37-4 糖尿病運動指導者の育成と標準化への取り組
み

○
いしばし いさお

石橋 功
NHO 旭川医療センター リハビリテーション科

【はじめに】
当院は，国立病院機構の中で最北の地にありその地域特性により広域な
医療圏を担っている．そのような環境の中我々リハビリテーション科は
PT7 名（うち日本糖尿病療養指導士：以下CDEJ 1 名）・OT4 名・ST2
名・柔道整復師 1名で構成され 365 日リハビリテーションを提供し糖尿
病・リウマチセンター（以下センター）の一員として糖尿病教室や運動指
導及び運動療法を行っている．しかし，365 日リハビリテーションを提供
する弊害としてCDEJ が不在となる日もあり十分な運動指導を提供でき
ないことがあった．そこで昨年 6月より糖尿病に対する運動療法指導を
標準化するべく取り組みを行ったので報告する．
【取り組み】
Phase1 CDEJ 不在時の運動療法指導担当者の育成
平成 25 年 6 月～11 月まで 5か月間にわたり勤務終了後毎 15 分センター
担当者へ糖尿病の病態及び運動指導の留意点などの指導を行った．
Phase2 簡便な運動交換表の運用
スポーツ医科学研究会のData をもとに簡便な運動交換表を作成使用し
資料作成の効率化とともに標準化を行った．
Phase3 センター担当者以外への啓蒙と教育
センター担当スタッフ以外への啓蒙として 30 分�月の糖尿病勉強会を平
成 26 年 2 月より開始している．対象は理学療法士だけではなくリハビリ
テーション科全職種を対象とした．
【まとめ】
運動指導担当者の育成と運動交換表の使用により指導内容の標準化を
行った．CDEJ 不在時の一般的な運動指導が可能となった．しかし糖尿病
の療養指導の質の向上を図るには各スタッフのスキルアップの継続や
CDEJ 取得の啓蒙などが必要と考える．

O-37-5 外来CGMによる2型糖尿病患者の積極的経
口糖尿病薬治療についての検討

○
さ と う まさみち

佐藤 正道1、後藤 友美子2、好川 有希子3、成宮 学3

NHO 西埼玉中央病院 医療機器管理室1、NHO 西埼玉中央病院 薬剤科2、
NHO 西埼玉中央病院 代謝内科3

【目的】
外来患者の場合，来院時の空腹時血糖値に満足しそれ以上の血糖コント
ロールを積極的に望まない患者が多く血糖値の日内変動のばらつきが大き
いと低血糖の機会が増し積極的な血糖コントロールの患者受け入れと治療
への介入を困難にしている．今回，我々はCGMの結果から経口薬糖尿病薬
治療の積極的な治療の同意が得られた 2型糖尿病患者の血糖日内変動を外
来CGMにより検討した．
【対象と方法】
・外来 2型糖尿病患者 10 名（HbA1c 6.9�8.4％）
・平均年齢 65.2±12.3 歳
・DPP4 阻害薬を中心に経口薬治療を実施
・血糖日内変動を各時間帯（24 時間，活動時間帯 6�21 時，夜間帯 0�6 時）
毎に血糖値と SD値を CGMにより検証した．
【結 果】
・HbA1c : 7.2±0.4→6.1±0.3［％］
・空腹時血糖値：139.5±30.4→126.3±20.1［mg�d］
・24 時間血糖値：130.5±13.9→114.0±9.9［mg�dl］
・活動時間帯血糖値：135.8±13.4→118.2±10.9［mg�dl］
・夜間帯血糖値：112.3±22.3→101.5±14.1［mg�dl］
・24 時間 SD値：35.1±9.0→23.2±2.8
・活動時間帯 SD値：32.8±9.5→22.8±3.2
・夜間帯 SD値：21.9±8.8→14.2±4.0
【まとめ】
・24 時間，活動時間帯において血糖値，SDいずれも有意に改善していた．
・夜間帯血糖値では有意な改善は見られなかった．
・夜間帯 SD値は有意に改善していた．
【考 察】
HbA1c6.9�8.4％の患者に対しDPP4 阻害薬による積極的な治療を行った．
今回，積極的に加療する前にすでに 10 名中 5名にはDPP4 阻害薬を使用
していたがDPP4 阻害薬を中心に増量もしくは薬剤を変更し加療した．
DPP4 阻害薬は血糖を下げ過ぎずに血糖値全体のばらつきと高血糖を効果
的に抑制する効果が期待でき低血糖を予防しつつ積極的な治療が行えた．

O-38-1 SU薬使用中の高齢者2型糖尿病患者におけ
る食後血糖改善薬・DPP4阻害薬併用療法へ
の切り替え時の外来CGMを用いた血糖動態
の検討

○
よしかわ ゆ き こ

好川 有希子1、成宮 学1、范 揚文1、伊藤 洋太1、佐藤 正道2、
後藤 友美子3

NHO 西埼玉中央病院 代謝内科1、NHO 西埼玉中央病院 医療機器管理室2、
NHO 西埼玉中央病院 薬剤科3

目的：高齢者 2型糖尿病患者において，SU薬を中止・減量し食後血糖改
善薬＋DPP4 阻害薬へ切り替え前後での血糖動態の変化を外来CGMを
用い検討した．対象と方法：外来糖尿病患者 4名（HbA1c 5.9�6.6％）．平
均年齢：75.3 歳．SU薬使用時と SU薬中止・減量し食後血糖改善薬・
DPP4 阻害薬併用時の血糖日内変動の変化を各時間帯（24 時間，活動時間
帯 6�21 時，夜間帯 0�6 時）毎に血糖値（mg�dl）と標準偏差（SD値，mg�
dl）），低血糖の割合を検討した．結果：平均HbA1c の変化に有意な改善
は認められなかった（6.4→6.1）．活動時間帯の平均血糖値の改善をみた
（24 時間血糖値：133.5→122.4，活動時間帯血糖値：146.3→120.9，夜間帯
血糖値：98.9→111.1）．24 時間 SD値および活動時間帯 SD値の改善をみ
た（24 時間 SD値の平均：46.8→24.3，活動時間帯 SD値の平均：44.5→
19.9，夜間帯 SD値の平均：28.5→18.2）．SU剤使用時全例で低血糖（血糖
値 60mg�dl 未満）を認め，切り替え後 4例中 3例の低血糖が消失した．結
語：外来CGMを用い薬剤変更を施行し，血糖変動の改善および低血糖の
減少をみた．

O-38-2 GLP�1受容体作動薬により食欲が抑制された
Prader�Willi 症候群の一例

○
たかさご たけし

高砂 健、小川 知子、小早川 真未、亀井 望
NHO 呉医療センター 内分泌・糖尿病内科

症例は 28 歳女性。新生児期から発達遅滞、学童期から食欲過剰による肥
満を認めていた。26 歳時 66kg（BMI31.9 kg�m2）から 86kg（BMI 37.2
kg�m2）へ急激な体重増加をきたし、食欲を抑えきれず万引きなど問題行
動を認めた。27 歳時から高血糖、NAFLDを指摘され、特異的な顔貌など
から Prader�Willi 症候群（PWS）を疑われて当科を受診。随時血糖値 210
mg�dl、HbA1c 10.4％であり糖尿病と診断。空腹時血糖値 154�166mg�dl、
昼夕食前血糖値 123�252mg�dl であったが、リラグルチド 0.3mg�日を開
始し 0.9mg�日まで増量、空腹時血糖値 89�117mg�dl、昼夕食前血糖値
131�158mg�dl と改善を認めた。リラグリチド導入後は盗食などの異常な
食行動を認めず、食欲が適切に抑制された。リラグルチド導入後 1年が経
過したが、体重 72.9kg（BMI 31.6kg�m2）まで減量でき、HbA1c 6.1％と
良好な血糖コントロールを維持している。
PWSは父親由来の 15 番染色体長腕の異常による常染色体優性疾患であ
る。視床下部のオキシトシンニューロンの減少により過食、摂食行動異常
をきたし、肥満および糖尿病を発症する。PWSに合併する糖尿病に対し、
インスリンや各種内服薬が用いられてきたが、体重コントロールが困難
なため、治療に難渋することが多い。GLP�1 アナログ製剤はこのニューロ
ンを刺激することで食行動の改善と体重の抑制が期待できると報告され
ている。PWSに合併する糖尿病では、食行動異常そのものを改善する
GLP1 作動薬が有用である可能性がある。
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O-38-3 各種GLP�1受容体作動薬による血糖プロ
ファイルの違いの検討

○
た な か つ よ し

田中 剛史1、奥田 昌也1、後藤 浩之1、山本 初実2

NHO 三重中央医療センター 内科1、
NHO 三重中央医療センター 臨床研究部2

【はじめに】GLP�1 受容体作動薬（GLP�1RA）には、持続的に血糖値を抑
制するFasting GLP�1RAと食後血糖値の抑制に優れる Prandial GLP�1
RAに分類される。今回、両者の血糖プロファイルの違いを持続血糖測定
（CGM）を用いて検討した。【対象・方法】Fasting GLP�1RAである（1）
ビクトーザ注 6例（HbA1c 7.5±1.3％）、（2）ビデュリオン注 2例（HbA
1c 7.0±0.5％）、（3）Prandial GLP�1RAであるバイエッタ注 11 例（HbA
1c 7.6±1.3％）、（4）リキスミア注 2例（HbA1c 9.5±1.5％）において、外
来にてCGMを実施した。【結果】（1）においては終日、良好な血糖コント
ロールを得られた例もあったが、食後に血糖上昇を認めた例も存在した。
（2）はバイエッタからの切り替え例であったが、毎食後の血糖値がやや悪
化していたがほぼ良好なコントロールであった。（3）は朝・夕食後は良好
な血糖抑制が得られていたが、昼食後に血糖上昇を認めた例が多かった。
（4）は基礎インスリンとの併用において午前中は著明な血糖抑制が得ら
れるが、午後から高血糖を呈していた。【考察】（1）は注射時間が自由であ
り、比較的コントロールの良い症例に適している。（2）はやや食後血糖値
は上昇するものの、投与回数減少（1回�週）により得られるメリットが大
きい。（3）は朝夕の血糖効果作用にすぐれ、また、併用内服薬の自由度も
大きい。（4）は基礎インスリンとの併用が可能であるが、朝 1回投与によ
り午後からの血糖上昇を認め、投与方法に検討の余地がある。【結論】
GLP�1RAは各製剤の特性を理解した上で、選択するべきである。

O-38-4 当院救急外来を受診した重症低血糖症例の臨
床的検討―インクレチン関連薬登場前後での
比較―

○
きし じゅんいちろう

岸 純一郎、四枚田 耕平、水谷 結香子、渡邊 知一、
小鳥 真司、中川内 玲子、村田 敬、河野 茂夫、山田 和範

NHO 京都医療センター 糖尿病センター

【目的】2009 年にシタグリプチンが登場して以降、インクレチン関連薬が
多数登場したが、それにより当院救急外来を受診した血糖降下薬による
重症低血糖症例にどのような変化があったかを後ろ向きに検討した。【方
法】インクレチン関連薬発売前の 2008 年および発売後の 2013 年の当院
救急外来受診記録より重症低血糖症例を抽出し、投与されていた血糖降
下薬、HbA1c 値、腎機能等の因子を 2群間で比較、検討した。【結果】症
例数は 2008 年は 31 例、2013 年は 36 例であった。いずれの群も主訴は意
識障害が多かった（2008 年群 67％、2013 年群 80％）。インスリン治療症
例はいずれの群でも半数以上であった（2008 年群 61％、2013 年は 69％）。
スルホニル尿素薬（SU薬）投与症例は 2008 年群、2013 年群いずれも 39％
であった。2013 年群において、インクレチン関連薬投与症例は 25％あり、
そのいずれの症例でもDPP�4 阻害薬であった。DPP�4 阻害薬投与症例の
重症低血糖はどの症例もDPP�4 阻害薬の単剤投与ではなく、インスリン
製剤、SU薬または速効型インスリン分泌促進薬との併用にて加療されて
いる症例であった。また、両群ともに腎機能障害を基礎疾患にもつ症例が
多い傾向が見られた。【総括】インクレチン関連薬という新しい血糖コン
トロールの薬剤が登場し、他の薬剤との併用による低血糖発症のリスク
に対しての指導をしていく必要がある。特に腎機能障害患者、高齢者への
血糖降下薬の初回ないしは追加投与は特に厳重な注意を要する。なお、引
き続きさまざまな因子を検討中であり、それについても報告する。

O-38-5 2型糖尿病患者の血糖コントロールに関する
精神疾患の関与

○
たけうち ゆう

竹内 悠1、酒匂 赤人1、近藤 忠之2、三塚 智彦1、濱崎 秀崇1、
勝山 修行1、鵜重 順康2、榎本 哲郎2、柳内 秀勝1

国立国際医療研究センター国府台病院 総合内科1、
国立国際医療研究センター国府台病院 精神科2

【目的】統合失調症を合併した糖尿病患者の血糖コントロールは非合併患
者と比較し良好であるとの報告もあるが、精神疾患と血糖コントロール
の関係は十分には解明されていない。本研究では精神疾患合併の有無を
含めた血糖コントロールの予測因子を検討した。【方法】平成 22 年 12
月からの 2年間に内科を初診で受診した 2型糖尿病患者を後ろ向きに調
査し、患者背景や血液検査と精神疾患の有無、及び 1年後のHbA1c7％未
満達成との関連を調べた。【成績】対象 152 例の平均年齢は 62.5 歳、男女
比は女性 63 例（41％）であった。初診時HbA1c は平均 8.5％であった。
57 例が精神疾患を合併しており、疾患の内訳は統合失調症 23 例、うつ病
10 例、双極性障害 6例、認知症 6例、アルコール精神病 2例、その他 8
例であった。精神疾患合併群と非合併群の比較では初診時HbA1c に有意
差は認められなかったが、精神疾患合併群において有意に年齢が若く
（58.4 vs 70.0 歳）、BMI が高く（28 vs 25）、HDLコレステロールが低値
（48.0 vs 53.7）であった。いずれの患者群においても観察期間中低血糖に
よる受診は無かった。1年後のHbA1c が 7％以上の群では 7％未満の群
と比較し、初診時以前のインスリン使用が有意に多く（22.9 vs 6.3％）、糖
尿病罹病期間が長かった（222 vs 182 ヶ月）。しかし、精神疾患合併の有無
や年齢、初診時HbA1c などには有意差を認めなかった。またロジス
ティック回帰分析においても精神疾患合併の有無は、1年後のHbA1c7％
未満達成に関与していなかった。【結論】精神疾患を合併した糖尿病患者
では非合併患者と比較し患者背景に差はあるものの、1年間の観察期間に
おいて非合併患者と変わらない血糖コントロールの改善が認められた。

O-39-1 治験を受けるALS患者の心理的プロセス

○
た が み

田上 さやか、森 裕、鈴森 みさと、村松 亜起、横地 早苗
NHO 静岡てんかん・神経医療センター 看護部A2病棟

【はじめに】治験を受けるALS患者は、予後に対する不安や治験薬にかけ
る期待など様々な思いを抱いていると考える。そこで心理的プロセスを
把握し、患者の思いを理解するためにこの研究に取り組んだ。【研究方法】
質的記述的研究。治験中の患者 4名（5～12 クール目）に対し、インタ
ビューガイドを作成し半構成的面接法を実施、概念間の関係よりカテゴ
リー・サブカテゴリーを確認。【結果】インタビュー内容を分析した結果、
169 のコードを抽出した。さらにコードを意味のまとまり毎に分類した結
果、治験を受けるALS患者の心理的プロセスは「疾患の受容ができない」
「自分に今できること」「治験薬への期待」「解消されない悲観的な思い」の
4つのカテゴリーに分かれ、それぞれ 2つのサブカテゴリーを含んでい
た。各カテゴリーは順番に現れる関係ではなく、並行・前後しながら常に
患者の心に認められていた。【考察】患者は治験を受けている間にも徐々
に症状が進行していく。その中で患者の心理的プロセスは、治験を受ける
決心から始まり、不安、恐怖、あきらめ、わずかな期待や今後への前向き
な気持ち等様々な感情を抱きながら、絶えず心が不安定に揺れ動いてい
ることが明らかとなった。治らない病気と理解しつつも、わずかな可能性
を信じているのではないかと考える。私たちは、患者の思いを傾聴し揺れ
動く気持ちを受け止めていくことが必要である。わずかな希望を持って
治験を受けている患者の思いを理解し、一人ひとりの思いを尊重した看
護を提供していきたい。
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O-39-2 ALS患者の下腿・足部の皮膚状態に関する調
査

○
おおもり ち か

大森 知佳、高橋 尚子、窪田 悦子、坂田 奈津美
NHO 八戸病院 看護課

【研究目的】長期臥床による下肢の循環障害のため、様々な障害を及ぼす
ことが考えられる。しかし、ALS患者に対する調査データはないことか
ら、効果的なフットケアの検討資料としたいと考え、長期臥床状態にある
ALS患者の下腿・足部の皮膚状態を明らかにする。【研究方法】レスピ
レーターを装着した寝たきり期間が 6か月以上のALS患者を対象に下
記のデータを収集した。1）カルテから対象者の背景。2）下腿・足部の皮
膚状態の観察。3）足関節上腕血圧比（ABI）：血圧脈波検査装置にて測定
し、平均値を記録。4）下腿表面皮膚温度・深部体温：深部温モニターを
使用し、右第一趾の表面温度と、足底の深部体温を測定し、継続した 4
日間記録。対象者の背景と各測定値から、下腿・足部の皮膚状態、末梢循
環状態の特徴を分析。倫理的配慮：患者へ説明し同意の下、データは匿名
化した。【結果と考察】1．対象者の背景：40～80 歳代の男女各 4名。2．
下腿・足部の皮膚状態：対象者は乾燥・落屑と浮腫が多く皮膚は菲薄と
なり損傷を受けやすい状態である。寝たきり期間が長くなると症状が多
くなる傾向があった。3．ABI：平均ABI は 1.08 と、血管が狭窄傾向にあ
るという結果であり、末梢循環は悪いと考えられる。4．下腿表面皮膚温
度：平均皮膚表面温度が 32℃と低く、冷感が強い。一度皮膚表面温度が
下がると、自力で体温を回復に時間を要することから、ケアによる温度の
低下を防いでいく必要がある。【結論】ALSの長期臥床患者はABI の測定
値や、末梢皮膚表面温度から末梢循環がよくないことがわかった。今後末
梢循環を改善できるようなケアを検討していく必要がある。

O-39-3 依存的な傾向が強い患者への関わり～行動変
容をめざして～

○
う ら べ さ よ

浦部 紗代
NHO 東名古屋病院 看護部

【はじめに】依存的な傾向にあり、入院時にはセルフケア行動を全て看護
師に依存していた患者に対し、オレムの看護論を軸に励ましやできた時
には褒めることを継続して行ってきた。その結果、依存することが減少
し、セルフケア行動をとろうという良い効果が得られたので報告する。
【方法】依存的な傾向が強いパーキンソン病患者に対して効果的な看護は
何か。退院後の生活も見据えた看護について日々の関わりをプロセスレ
ポートで振り返り分析した。【事例紹介】60 歳代後半の男性パーキンソン
病の患者。【看護の実際】看護問題：依存的な傾向が強い。また、疾患の
進行により更衣・整容セルフケア能力低下の恐れがある。看護目標：で
きることは自己で行い、できないところは介助を求めることができる。具
体策：1）K氏にリハビリテーション目的の入院であることをその都度説
明し、できることは自分で行うよう促す。2）依存的な発言があるときに
は、意欲的に行えるような声掛けや、できたことを褒めることで意欲が向
上するように促す。3）理学療法士と連携し、病棟でも行えるリハビリテー
ションメニュー（手先の運動や足の運動）を進めていく。【結果】入院中、
看護師が励ましやできた時には褒めることを継続して行った。その結果、
患者はセルフケア行動をとることができるようになった。【考察】依存的
な傾向が強い患者にとって自分でやることがストレスとなり、意欲の低
下を招くリスクも考えられる。オレムが述べているように看護師が患者
を励ます、支えるような関わりが患者の行動変容に繋げることができた
のではないかと考える。

O-39-4 鼻マスクと鼻プラグがNIPPV患者の開口と
咀嚼機能に与える影響

○
す ず き あきひさ

鈴木 章久1、青木 加奈1、登 千夏1、須藤 鈴佳1、榎木 保子1、
西 治世5、村田 武3、佐藤 伸4、木村 正剛2

NHO 鈴鹿病院 看護課1、NHO 鈴鹿病院 神経内科2、
NHO 鈴鹿病院 臨床工学士3、NHO 鈴鹿病院 言語聴覚士4、
NHO 三重中央医療センター 看護部5

【目的】NIPPV患者の鼻マスクの固定のためのバンドが、開口と咀嚼機能
にどのように影響するかを検討した。【対象】当院入院中の筋ジストロ
フィー患者 4名。DMD2 例（28 歳、23 歳）、MyD1 例（51 歳）、BMD1
例（54 歳）、いずれも男性。DMDの 1例は終日呼吸器装着、他の 3名は
夜間のみ装着。【方法】ベルト固定の鼻マスクから鼻プラグへ一時的に変
更（1日 10 分間を 10 日間）し、両者の間で開口量、咀嚼力、患者満足度、
血中酸素飽和度（SpO2）を比較した。咀嚼力は判定ガムを用いて色調の
変化を判定した。患者満足度は、噛みやすさ、呼吸のしやすさ、嚥下のし
やすさについて 5段階評価のアンケートを施行した。【結果】開口量は鼻
マスク 25.8±15.2mmに対し鼻プラグ 29.9±23.5mmであり、鼻プラグの
方が鼻マスクに比して有意に大きかった（p＜0.001）。咀嚼力も鼻マスク
5.5±1.4 に対し鼻プラグ 6.0±1.9 であり、鼻プラグの方が鼻マスクに比し
て有意に大きかった（p＜0.05）。患者満足度も鼻プラグの方が高かった。
装着中の SpO2 には両者間で差はみられなかった。【考察】以前より、鼻
マスクによるNIVを施工していた患者が気管切開施工後に自他覚的に
開口が改善した例を経験していた。これは、マスク固定用のバンドが咀嚼
筋や開口筋および下顎骨を圧迫することにより咀嚼や開口を制限してい
たためではないかと考えられた。そこで今回の研究では、バンド固定を要
する鼻マスクと、必要としない鼻プラグの比較を行い、後者の方が開口
量、咀嚼力、満足度ともにすぐれ、呼吸状態には差がみられないことを示
唆した。

O-39-5 非侵襲的陽圧換気療法使用中の筋ジストロ
フィー患者に対して微振動による排痰ケアを
導入した1事例の考察

○
みなみ け い こ

南 桂子、森田 聖子、京田 景子、西 勝英、東村 由利、
植村 広、久徳 博子、平田 順子、園田 至人

NHO 南九州病院 神経内科

【目的】NPPV使用中の筋ジストロフィー患者に、体位ドレナージ・スク
イージング・マッサージに微振動を加えた排痰ケアを導入し、微振動の
排痰効果を明らかにする。【方法】1．対象：A氏、50 歳代男性、夜間・
臥床時にNPPV使用。2．期間：平成 25 年 8 月～12 月。3．データ収集・
分析方法：1）排痰ケア方法の学習会実施。2）排痰ケア記録用紙・手順
カード作成による排痰方法の統一。3）バイタルサインと検査所見を微振
動導入前後 1ヶ月で比較・評価。【結果】血液検査、体温、脈拍、呼吸数、
気道内圧、SP02、呼吸音の左右差は導入前後で大きな変化はなかった。胸
部X線は導入後に左下葉の浸潤影が消失した。臥床時のNPPV使用時の
SP02：導入前後 1ヶ月の期間に 90％以上を呈する割合が、前平均 88.5％
から後平均 93.6％へ増加した。また、排痰ケア実施による副雑音の消失割
合も 67％から 83％へ上昇した。患者のADL低下はなく、痰の出しやす
さを感じることができ呼吸困難感の訴えはなかった。【考察】微振動を導
入した事で、呼吸数や気道内圧の安定、NPPV使用時の SP02 : 90％以上
の割合の増加など、呼吸状態の安定に影響を与えたのではないかと考え
る。又、分泌物が減少し換気をしやすくなり、副雑音の減少へ繋がったと
推測される。以上の事から、NPPV使用中の筋ジストロフィー患者の排痰
ケアとして、微振動は安楽な呼吸の促進に影響を与えたと考える。【結論】
1．NPPV使用中の筋ジストロフィー患者に、微振動を加えたケアは排痰
に対する効果があり、呼吸状態の安定と自覚症状の緩和に効果がみられ
た。2．継続的な排痰ケアの実施により、気管切開への移行時期の延長、
及びNPPV使用での活動的な生活の継続に繋げたい。
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O-39-6 新人教育における人工呼吸器装着患者に対す
る看護ケアの指導―人工呼吸器管理に対する
指導者の意識調査―

○
か も つ ね き

加茂 恒樹、赤澤 孝明、廣原 美夕紀、久林 萌、沖 鈴香、
迫田 陽子、高下 尚子

NHO 広島西医療センター 2あゆみ（筋ジストロフィー）病棟

【目的】人工呼吸器管理に対する指導者の意識と新人教育における人工呼
吸器装着患者の看護ケアに対して困難に感じた指導場面を明らかにす
る。【方法】1．研究対象 筋ジストロフィー病棟に勤務し、人工呼吸器管
理の経験年数 2年目以上の看護師 67 名。2．方法：アンケート調査法（留
置調査法）1）人工呼吸器管理に対する指導者の意識 2）平成 23 年度指定
研究『筋ジストロフィー専門病棟に勤務する看護師に対する院内教育プ
ログラム』より看護実践能力の到達度を参考にし、新人看護師への指導に
おいて困った看護ケアについて、独自のアンケートを作成し、内容を分析
した。【結果】意識調査の結果から、人工呼吸器に関する研修・勉強会に
参加している看護師は 48 名（94.1％）人工呼吸器管理に対して自分の知
識・技術に不安を感じている看護師は 42 名（82.4％）であった。新人看護
師への指導経験看護師数は 38 名（74.5％）であり、そのうち 25 名（65.8％）
が指導場面で困難に感じていた。看護ケアの指導において困難に感じた
指導場面の上位は〈呼吸を整える援助〉であり、続いて〈体位変換・移動〉
〈排泄援助〉〈清潔援助〉〈環境調整の援助〉〈活動休息援助〉〈食事援助〉を含
む日常生活場面であった。【考察】日常生活援助の全てにおいて人工呼吸
器装着による体動制限の中で看護ケアを行うなど、筋ジストロフィー患
者の特性を踏まえた対応は、患者の個別性と技術の緻密さと丁寧さが要
求される。また「呼吸を整える援助」は排痰援助技術と人工呼吸器管理を
同時に行うことも多く、患者の呼吸状態に応じて臨機応変に対応する必
要があるため、技術習得にも時間を要することから指導に対して困難を
感じていると考える。

O-39-7 低量持続吸引器「アモレSU1」を使用しての吸
引回数減少への取り組み

○
ほ ん ま ゆ き

本間 友紀、中川 博子、今井 優、井田 恵、矢尾板 聖美、
竹之内 清美、小出 初恵

NHO 西新潟中央病院 看護部

【目的】吸引回数の多い神経難病患者に低量持続吸引器アモレ SU1 を使
用し、吸引回数減少が図れるかを明らかにする【方法】1．専用カニュー
レ使用 2．低量持続吸引器 24 時間装着（10ml�秒）3．用手吸引は患者の
ニード、看護師判断で行う。客観的情報：吸引回数、VT、PIP、SPO2
の記述統計値を比較検討し、主観的情報：吸引圧の強さ、専用カニューレ
のフィット感の感想を低量持続吸引器装着前後 6日間（8H�日）情報収集
する。【結果】吸引回数はA氏（筋ジストロフィー）変化なし。B氏（球
脊髄性筋萎縮症）1.5 回減少。VTは両氏共に減少。PIP は A氏減少、B
氏上昇。SPO2は A氏上昇、B氏減少。大幅な SPO2低下や呼吸困難感な
し。A氏「痰上昇が改善したがカニューレのフィット感が悪い」と感想が
あった。【考察】8時間で平均 1.5 回と大幅な減少に至らず、VT、PIP、SPO2
について両氏とも若干増減はあったが、身体に影響を及ぼすことはな
かった。A氏は効果を期待できると述べている反面、気管カニューレにつ
いて問題があると述べている。B氏はカフ漏れがなくても声が出る為、気
管カニューレのサイズを変更したが改善しなかった。山本1）らは気管カ
ニューレが合わないとして自動吸引に導入できない患者は一定数存在し
ている。これらは意識の明瞭なALS患者において特にみられる事態であ
ると述べている。適切な気管カニューレのサイズを選択し、それに慣れる
期間を長く設ける必要があったと考える。【結論】1．両氏とも吸引回数に
劇的な変化はなかったが、わずかに減少した 2．A氏は痰の上昇について
改善があったとの感想があった。

O-40-1 神経筋難病患者のレスパイト入院に関するア
ンケート調査

○
なかぞの な な

中園 奈々、笠 郁美、伊藤 暢朗、上山 秀嗣、今村 重洋
NHO 熊本再春荘病院 地域医療連携室

【目的】当院では自宅療養中の神経筋難病患者の介護者をサポートする目
的にて，平成 23 年 7 月よりレスパイト入院体制を構築し運営している。
レスパイト入院体制の現状と課題を明らかにする目的で、患者家族に対
するアンケート調査を実施した。【方法】当院においてレスパイト入院し
た神経筋難病患者 57 名を対象とし，患者の家族宛てに無記名式のアン
ケート用紙を送附し，満足度，問題点などについて調査した。【結果】回
答があったのは 32 名（56.1％）で，疾患の内訳は筋萎縮性側索硬化症 12
例，多系統萎縮症を含む脊髄小脳変性症 7例，パーキンソン病 7例，筋ジ
ストロフィー 2名，その他 4名であった。総合的な満足度については，満
足・大体満足が 65.5％に対して不満・少し不満は 6.9％であり，おおむ
ね満足していると思われた。入院期間を 2週間以内と定めている点に関
しては，71.9％が適当であると回答した。入院回数は年 2回が最も多く
（46.4％），5回以上利用している場合もあった（14.3％）。入院中家族が休
憩できたと回答したのは 32.3％に留まった。レスパイト入院に不足して
いるものについての質問では，精神的サポート（46.7％），レクレーション
（26.7％）などの回答があった。【考察】今回のアンケート調査から言える
ことは，神経筋難病患者家族は当院レスパイト入院体制に対しておおむ
ね満足しているものの，家族の休息という観点では不十分であると思わ
れた。また，患者家族の精神的サポートやレクレーションの追加も今後検
討すべき課題であると考えられた。

O-40-2 ソーシャルワーカーのコンピテンシーに関す
る意識調査―管理職とフロントラインワー
カーとの意識の差異に着目して―

○
た べ ゆういち

多部 裕一
NHO 大阪医療センター 医療相談室

【研究動機】ソーシャルワーカー（以下、SW）が熟達化する過程の中で、
どのようにその専門的力量を変化させるか、また、自らの SWとしての専
門性や力量をどのように自己評価・認識しているのかについて明らかに
することは、今後の人材育成のあり方や病院における SWの必要性や意
義について検証する上で重要なことと考える。また、SWの複数配置や、
SWの統括業務を担う職員と実践を行う SWとの職務分担が進む中で、
人事やスーパービジョン等を担う統括者と SWとの間における「SWと
して必要なコンピテンシー」に関する意識の差異について検証する必要
があると考えた。【研究目的】本調査研究は、ワーカー及び管理職が、そ
れぞれ「SWとして必要な条件」をどう認識しているかについて検証する
過程を通して「SWとはどうあるべき」と考えているか、その全体的認知
構造を明らかにしようとしたものである。【研究方法】SW及び SW経験
をもつ管理職を対象に「評価グリッド法」を用いた構造化面接によるイン
タビュー調査を実施した。評価グリッド法とは、人間が何を知覚してその
結果どのような評価を下しているのかという認知構造を同定するための
方法である。【研究結果】調査結果から、統括業務者と実践を担う SW
との間には「SWとして必要なコンピテンシー」の捉え方に共通点と相違
点の両方が存在することが明らかとなった。例えば、統括業務者が「記録
の正確さ」等の「説明責任」に関する内容を重要視するのに対して、フロ
ントラインを担う SWは「家族�本人からの信頼」「面接技術」といった、
クライエントとの関係性や関係構築に必要なスキルをより重要視する傾
向にあること等が示唆された。
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O-40-3 ソーシャルワーカーによるがん相談支援から
がん専門相談員の専門性を考える～医師と患
者の葛藤回避の技術に焦点を当てて～

○
にのみや よ う こ

二宮 陽子、間嶋 健
NHO 災害医療センター 地域医療連携室 医療相談係

はじめに、相談支援センターではがん専門相談員（以下相談員）として主
にソーシャルワーカーが活動し、患者家族の様々な相談に対応している。
その中でも、緩和治療に移行する際の患者家族への支援においては、退院
後の社会資源を紹介するのみならず、積極的治療の継続・中止をめぐり
主治医との考えの相違が両者の対立関係を招くことに配慮せねばならな
い。それを回避すべく相談員には様々な知識や調整能力が求められる。相
談員が緩和ケアへの移行期において患者家族を支援しつつ患者と医師と
の葛藤を解決するためにどのように対応し患者と医師との対立を回避し
ているかという技術的な面に焦点をあてがん専門相談員の専門技術を構
成する。
《方法》
癌患者の支援において医療者と患者・家族の葛藤回避の技術を用いたと
思われる 5ケースをそれぞれ抽出した。それをもとにどのような点で葛
藤回避の技術なのか検討した内容をテキストに起こしそれをもとに質的
分析を行った。
《結果》
葛藤回避の援助技術として＜根拠性の質量を吟味＞＜現実吟味の機会の
設定＞＜思い込みの行動制限の解除＞＜三角関係による疎通促進＞＜代
弁による患者理解の促進＞＜選択肢の整理と‘レクチャー’＞＜主体的な
参加促進のためのニーズ整理＞＜隔たりの解消＞＜肯定的配慮による関
係形成＞＜主訴実現に向けてのサポート体制・支援者の意識強化＞＜再
検討の保障＞＜受容過程と有効な介入時期の評価＞が抽出された。
《考察》
相談員が相談・調整を行う際に 1人の患者に対して様々な援助技術を用
いていることが確認された。がん相談は医学モデルの医師と生活者であ
る患者が向き合う時に価値観の違いから葛藤を招くことがあるが生活モ
デルを基礎とするソーシャルワーカーが葛藤回避の援助技術を習得し支
援を行うことは患者のみならず医療者にとっても治療を円滑に進める上
で有効であると考える。

O-40-4 患者との死別体験をした家族の悲嘆作業から
のレジリエンスプロセス～悲嘆作業における
新しい視点の提示～

○
か ん だ み や え

神田 宮枝
NHO 災害医療センター 地域医療連携室 医療相談係

（目的）
MSWは、患者家族が患者の死別に伴う悲嘆にかかわることがある。喪失
体験において家族は、どのようなプロセスを経て悲嘆から回復するのか
を知ることは、急性期病院のMSWの支援にとっても有用となりえる。

（方法）
対象者は患者との死別体験をした家族としインタビューを行った。イン
タビューは死亡後 1か月以上経過した時点でかつ、研究協力が得られた
方とし、またレジリエンス視点により構成し、対象者の心理的負担に配慮
した。インタビューの内容は録音し筆者によって逐語録に直し質的分析
を行った。

（結果）
対象者は患者の死に対する悲嘆感情がある一方、日常生活を恙無く送る
面も見られた。また〈故人の死を思う〉現実と日常生活の現実を行き来し
つつ、徐々に悲嘆感情は収束に向かうと考えられた。その往来をさせる心
理・行動として、〈習慣の力〉、〈生活再建努力〉、〈故人の思い出が触発さ
れる〉、〈あの人は今そこにいる〉が抽出された。〈あの人は今そこにいる〉
は、本人との関係性を基に家族の内的経験としては確かにあり、それに心
安らぐことである。すなわち、死別後も患者は家族としての役割を発揮し
ている。

（結論）
本モデルでは、悲嘆について肯定的な視点を提示した。また、死別に伴う
悲嘆作業過程で患者との関係が継続し、本人とともにしばらく生活して
いくことは、遺された家族の精神的健康を保つことにも繋がりうること
が示唆された。そして、このことが日常生活に適応していくレジリエン
シーな要素となることが考えられる。

O-40-5 KJ法における科学性担保の条件における研
究～構造構成主義にもとづくSCQRMの実
践～

○
ま じ ま けん

間嶋 健
NHO 災害医療センター 地域医療連携室 医療相談係

【目的】近年質的研究の重要性が指摘されているが、KJ法は日本発の質的
研究法として活用されてきた。しかし、その科学性を問う声は多く、「発
想法」として位置付ける向きもある。しかし、筆者は現実の混沌を構造化
する手法としてKJ法は非常に優れた研究法であると考えている。そこ
で、科学性に関するKJ法の手法的問題を構造構成主義的に解消し、KJ
法の科学性を確立することを目的とする。【方法】研究における科学性の
原理として、構造構成主義に基づくメタ研究法である SCQRM（西條
2007）を用い、KJ法の手法を精査した。【結果】構造構成主義が論証した
科学性の要件の一つとして、「構造化された軌跡の開示」が挙げられるが、
KJ法はこれについて手法的な不備がみられる。一方、その要件に手法的
に優れた質的研究法としてM�GTAの理論メモ・ノート（木下 2003）が
ある。これをKJ法におけるラベル化・グループ化・図解化の構築におけ
る思考を、「厚い記述」によって書き留めることにより、構造化のプロセ
スが検証可能となり、読み手が自らの環境への援用性を判断することが
可能となる。さらに、構造構成主義による認識論を据えることにより、KJ
法が先験的に措定し、批判の原因ともなっている“客観性”を修正し、ア
ナロジカルな一般化が可能となる。【結論】KJ法をM�GTAと比した時、
KJ法の優位な点は、M�GTAが出発点からモデルの構築の思考を行うこ
とに対して、KJ法は「混沌」から作業ができることである。常に社会の
変化の前線、すなわち「混沌」のさなかで活動をしているMSWにとって、
それを科学的に論じる可能性が拓かれた意義は大きいものと考えられ
る。

O-40-6 計画相談と医療ソーシャルワーク～「サービス
等利用計画案」「モニタリング報告書」作成の経
過と報告～

○
たかはし み わ

高橋 美和1、松瀬 由里子1、河野 誠2、猪熊 秀貴3、宮崎 達志4

NHO 徳島病院 地域医療連携室1、NHO 徳島病院 療育指導室2、
NHO 徳島病院 企画課3、NHO 徳島病院 小児科4

（背景・目的）平成 24 年度の障害者自立支援法改正に伴いサービス利用
については「サービス等利用計画案」が必要となった。徳島病院の療養介
護施設利用患者においても計画案、及びモニタリングが必要となり、当院
では平成 25 年 6 月に医療ソーシャルワーカーを相談支援専門員として
障害者相談支援事業所の指定をうけた。翌月より徳島県「東部第 2サブ圏
域障害者自立支援協議会」への参加。計画相談を開始した。計画相談につ
いて当院での取り組みを報告する。（結果）実施件数は平成 26 年 7 月時点
で「サービス等利用計画案」33 件「モニタリング報告書」28 件、延べ利
用者数は 35 名である。（考察）医療ソーシャルワーカーがこの業務を円滑
に進められた要因は「難病支援ネットワーク」「NICU長期入院児退院支援
事業・ワーキング部会」への参加、退院調整が困難な患者の退院支援、長
期療養患者に生じた問題に対して院内外を問わず多職種で取り組んでい
た実績を理解されたことにあると考えられる。（結論）相談支援の件数は
今後さらに増加することが予想される。自施設で計画相談を行うことは、
患者・家族へのアセスメント、カンファレンスの調整のし易さ、問題点へ
のアプローチがより円滑に行えると思われる。
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O-40-7 救命救急センターへのソーシャルワーカーの
取り組みにおける介入状況の変化

○
おがさわら ふとし

小笠原 太、篠田 香恵、草野 愛、太田 裕子、水野 有紀、
津々見 瑞恵、福長 暖奈

NHO 東京医療センター 医療福祉相談室

【はじめに】当院は救命救急センターを有するが、ソーシャルワーカー
（以下 SW）はこれまでクライエントからの直接相談や他職種からの依頼
による介入であり、早期介入が必要と考えられる状況に関しても適切な
時期に援助が開始できていないという問題が生じていた。そこで平成 24
年度から救命救急センターに SW担当者を配置、取り組みを開始した。平
成 24 年度は病棟看護師長との情報共有を行い、平成 25 年度から毎日の
回診に参加、患者を把握し介入している。取り組み開始前後での介入状況
の変化について報告する。【方法】平成 23 年 4 月～平成 26 年 3 月の期間、
救命救急センター入院中にソーシャルワーカーが関わったケースを調査
した。【結果】平成 23 年度は介入人数 78 人、介入までの平均日数 5.3 日。
平成 24 年度は介入人数 98 人、介入までの平均日数 3.3 日。平成 25 年度は
介入人数 145 人、介入までの平均日数 2日だった。また平成 24 年度以降、
退院援助と自殺未遂者への介入件数が増加した。【考察】救命救急セン
ターでは SW介入が必要と考えられる患者も多いが、SWの積極的な介
入により、早期に着手することができるようになる。また介入のためには
他職種との情報共有も重要であり、連携も不可欠と考えられるが、SW
担当者の配置によって、他職種からの相談を受けることもできるように
なった。入院期間が短い救命救急センターでは、毎日の取り組みを行うこ
とによって効果があると考えられる。救命救急センター入院中から SW
が関わることで、短期間で直接退院する患者への支援も可能となる。SW
の早期介入は、治療継続のための基盤を整え、治療終了後の退院にもつな
がっていくと考えられる。

O-41-1 診療放射線技師のための読影能力養成ツール
の作成

○
ふかまつ まさひろ

深松 昌博、上山 史貴、坂元 成行、野村 尚史
NHO 熊本南病院 放射線科

【背景】平成 22 年の厚生労働省医政局長通達の中で、医療スタッフの協
働・連携によるチーム医療の推進について、診療放射線技師の役割とし
て画像診断における読影の補助を行うことが明記された。これに伴い、国
立病院機構としても様々な読影の研修会などの取り組みがされてきてい
るが、施設又は個人単位で読影能力を養成するためのツールが作成でき
ないか検討した。【目的】当院のがん疾患を対象としたCT・MRI 検査に
おいて、診療放射線技師の読影能力の向上を目的とした読影能力養成
ツールを作成し、知見を得たので報告する。【使用機器】PC : NEC Lavie
L LL700�3 OS winXP、ソフト：ファイルメーカー Pro10【方法】1．デー
タベースのフィールドは、患者情報、血液データ、検査内容、治療内容、
画像所見、病変サイズ、診断名、参照画像を入力できるように設定した。
2．表示は、入力用表示とリスト表示ができるようにし、リスト表示は検
索によって、前回のデータとの比較参照ができるようにした。3．読影デー
タの入力後は、放射線科医の読影レポートと照合し、誤りがあった場合
は、内容を訂正した。4．読影レポートの正解率を集計し、毎月の正解率
の推移を調べた。【結果】発表当日、報告する。

O-41-2 中国地区国立病院における人材育成プログラ
ムの検討（1）～中堅放射線技師の人材育成に
関する共同研究活動について～

○
た な べ よしのり

田辺 悦章1、姫野 敬2、高木 一成3、久保 英文2、田辺 裕喜4、
亀田 賢治4、高木 秀亮1、平松 太志4、石脇 清史2、出垣 正紀2、
古志 和信2、今井 英司5、二見 智康3

NHO 関門医療センター 放射線科1、
NHO 呉医療センター・中国がんセンター2、NHO 福山医療センター3、
NHO 岡山医療センター4、NHO 岩国医療センター5

【背景】中国地区国立病院では，指導者や専門資格を有する放射線技師が
少ない部門があり，指導者・専門資格取得者の輩出が求められているが，
未だに中堅技師のための人材育成プログラムが各分野に存在していな
い．そこで平成 25 年に，全国国立病院療養所放射線技師会からの共同研
究助成を受け，中国地区の放射線技師 14 名（総括：3名，CT : 4 名，MRI :
4 名，放射線治療：3名）でチーム編成し，人材育成に関する研究活動を
行うこととした．【目的】中堅技師の人材育成と資格取得に向けたネット
ワーク環境を構築し，地域医療技術の均てん化と魅力ある国立病院を目
指す．【方法】問題解決療法のワークシートを利用し，問題点や検討の障
害などを整理し，人材育成の最終目標と解決策について合同会議で検討
した．過去の取り組み，地域的な分析，資格支援，育成プログラムの障害，
テキスト構想，将来的展望の 6項目について，4チームで会議を行い，全
体発表と相談を繰り返して目標と行動内容を決定した．実際の取り組み
ではCT，MRI，放射線治療の各チームでアンケート調査等を行い，適時，
全体経過報告会を織り交ぜつつ検討を進めた．【結果】国立病院のネット
ワークを利用して，専門性のある人材の集約と各施設の問題点が把握で
き，柔軟性の高い人材育成プログラムを構築することができた．【今後の
展望】本研究は研究助成金での継続は困難であったため，国立病院療養所
中国地区放射線技師会学術委員会が引き継ぎ，RI，PETなどの新たな分
野を追加して研究活動を継続している．また中四国地区グループ研修に
本プログラムを計画的に取り込むことで，より多くの人材育成を進めて
いきたい．

O-41-3 中国地区国立病院における人材育成プログラ
ムの検討（2）～CT分野における中堅技師の人
材育成を目指して～

○
か め だ け ん じ

亀田 賢治1、高木 一成2、出垣 正紀3、今井 英司5、田辺 悦章4、
二見 智康2、姫野 敬3

NHO 岡山医療センター 放射線科1、NHO 福山医療センター 放射線科2、
NHO 呉医療センター 中央放射線センター3、
NHO 関門医療センター 中央検査・放射線部4、
NHO 岩国医療センター 放射線科5

【背景】中国地区国立病院では，指導者や専門資格を有する放射線技師が
少ない分野があるため，指導者・専門資格取得者をより多く輩出すべく，
CT・MRI・放射線治療の 3分野において人材育成プログラムを発足し
た．【目的】CT装置に関しては中国地区全ての施設に導入されており，各
施設の運用にもよるが操作する技師も技師長から新人まで幅広いのが特
徴である．今回の人材育成プログラムでは，将来，中国地区のCT分野を
担っていくことが期待される中堅技師を対象として，恒常的に利用でき
る人材育成のための独自教材・資料の作成，研修会の開催を目指すと同
時に，現状把握を踏まえた上でその育成過程を検討する．【方法】国立病
院のネットワークを利用し，まず現状把握のため全施設にCT業務に関
するアンケートを行う．その中で現在の問題点（装置性能の差，有資格者
数の差，地域レベルでの勉強会数の差，学会発表数の差，担当技師数の差
など）や検討課題を吸い上げ，優先項目を整理しながら人材育成プログラ
ムへフィードバックする．【結果】アンケートより吸い上げた問題点・検
討課題の中から，まず研修会の開催検討・資格取得支援のための情報提
供・参考図書の提示などを実現できたことは大きな一歩となった．また
今回のプログラム作成を通じて，CT業務に携わる技師間でのネットワー
クが構築できたことは今後を見据え，たいへん有用であると思われた．
【まとめ】課題はまだあるが，継続的に続けていくことでより多くの人材
育成へ繋げたい．
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O-41-4 中国地区国立病院における人材育成プログラ
ムの検討（3）～MRI 分野における中堅放射線
技師の人材育成を目指して～

○
た か き ひであき

高木 秀亮1、田辺 裕喜2、久保 英文3、難波 宗平5、辻原 敏隆4、
田辺 悦章1、二見 智康4、姫野 敬3

NHO 関門医療センター 放射線科1、NHO 岡山医療センター2、
NHO 呉医療センター・中国がんセンター3、NHO 福山医療センター4、
NHO 米子医療センター5

【背景】中国地区国立病院では，指導者や専門資格を有する放射線技師が
少ない分野があるため，指導者・専門資格取得者をより多く輩出すべく，
CT・MRI・放射線治療の 3分野において人材育成プロジェクトを発足
した．【目的】MRI 分野における人材育成プログラムを作成して，一定の
水準を満たす担当技師の育成と資格取得を進め，中国地区国立病院にお
ける安全で質の高い画像の提供を目指す．【方法】1．人材育成プログラム
の作成：磁気共鳴専門技術者の資格取得を目指し，現有資格者の取得ま
での経緯を参考に，人材育成プログラム（全体の流れ・学習目標・学習計
画・推奨図書の選定・資料など）を作成．2．アンケートの実施：中国地
区国立病院でMRI 検査を担当する技師を対象にアンケート調査を実施．
3．勉強会の開催：原理，読影，過去の認定試験問題の解説．【結果】MRI
分野の中堅技師人材育成プログラムを作成し，資格取得までの具体的な
学習の流れや参考資料などを整えた．アンケート調査により，各施設の
MRI 担当技師の現状を把握するとともに問題点や検討課題を抽出でき
た．これを参考に勉強会の企画・開催を行うなど学習の場を広く提供し
ていくことで，資格取得希望者への支援を可能とした．【まとめ】MRI
分野は資格取得までのハードルが高く，中国地区国立病院では現在 2名
と他の分野に比べても少ない状況にある．資格取得をめざし学習するこ
とにより，撮像方法・安全性・性能評価など，さまざまな知識と技術を習
得することができるため指導者を育成していく上でも有効な方法である
と考える．今後，国立病院のネットワークを利用した交換研修なども行
い，より安全で質の高い画像を提供していきたい．

O-41-5 中国地区国立病院における人材育成プログラ
ムの検討（4）～放射線治療分野における中堅
放射線技師の人材育成を目指して～

○
ひらまつ ふ と し

平松 太志1、古志 和信2、石脇 清史2、田辺 悦章4、二見 智康3、
姫野 敬2

NHO 岡山医療センター 放射線科1、
NHO 呉医療センター・中国がんセンター2、NHO 福山医療センター3、
NHO 関門医療センター4

【背景】我が国の放射線治療分野はますます高精度化が進み，専門資格取
得者による治療と品質管理が強く望まれている．このような中，資格の取
得は一定水準以上である証ともいえるが，中国地区国立病院の有資格者
はまだまだ少ない状況にある．そこで我々は，一定水準以上の技師をより
多く輩出していくために，先ずCT・MRI・放射線治療の 3分野におい
て，人材育成プロジェクトを発足した．【目的】放射線治療に携わる中堅
技師を対象とし，知識や技術の習得，そして資格取得（放射線治療専門放
射線技師など）を含めた人材育成プログラムの作成を行う．【方法】放射
線治療機器を有する中国地区国立病院に対してアンケート調査を実施
し，中堅技師の学会入会状況や資格保有状況，勉強会参加状況等の現状を
把握するとともに，放射線治療業務に対する意識調査を行った．アンケー
ト結果を一つの判断材料とし，人材育成につながるグループ研修の内容
や，資格取得のための支援方法を検討した．【結果】各施設の人材育成や
人材育成における問題点の抽出を行い，目的とする人材育成プログラム
を作成するための検討課題を整理できたことは，人材育成プログラムを
作成する上でとても有用であった．

O-41-6 放射線情報システムにおけるインジェク
ター・造影剤情報連携システムの構築

○
たていし さ と し

立石 哲士、大井 邦治、森 政裕、宮地 優介、大浦 弘樹、
宮島 隆一、折田 信一

NHO 九州医療センター 放射線部

【背景】当院では年間 10000 件を超える造影検査をおこなっている。その
中に、CT検査造影剤使用における医事課造影剤使用請求が放射線情報シ
ステム（Radiology Information System；以下 RIS）より実施した実施数
と一致しない請求漏れが発生した経緯がある。この原因は、医事課への造
影剤実施請求をする方法に、複数の造影剤の種類の中から使用した造影
剤を選択するミスや、実施請求の漏れがあったためである。【目的】今回、
RIS 開発メーカ（横河ソリューションシステムズ）と共同で、インジェク
ター装置からRIS へ造影剤情報を取得し、医事課実施請求のできるイン
ジェクター情報連携システムを構築したので報告する。【方法】1、イン
ジェクター装置からRIS への ICタグ付き造影剤情報取得連携システム
のフローチャートの作成。RIS 開発メーカと共同で、RIS とインジェク
ター装置の伝達連携フロー（取得操作、取得処理、登録処理）を作成した。
2、IC タグ付き造影剤情報取得連携システムの実施検証。連携システムの
構築により、インジェクター装置からRIS へ造影剤情報を取得し、医事課
実施請求を検証する。【結果・まとめ】RIS とインジェクター装置の伝達
連携フロー（取得操作、取得処理、登録処理）の作成とプログラム構築に
より造影剤情報の取得が可能となり、ICタグ無しの造影剤が選択された
場合には、ダイアログが開き造影剤の請求の確認をすることが可能と
なった。今回、連携システムの構築により、RIS への造影剤情報の造影剤
を選択ミスや実施請求の漏れがなくなった。また、造影剤在庫管理が容易
になった。

O-41-7 救命センターにおける FPDポータブルシステ
ムの構築

○
みやざと まさたけ

宮里 征武1、大山 康裕1、松下 茂彦1、有迫 哲朗1、折田 信一2

NHO 福岡東医療センター 放射線科1、NHO 九州医療センター2

【目的】本年 4月当院では救命センター開設に伴い、ワイヤレスタイプ
FPDポータブルシステム（以下FPDシステム）が導入された。本システ
ムはベッドサイドでリストバンドや患者 IDバーコードを読み込むこと
で患者間違いの防止や、FPDパネルのみの運搬による撮影者の負担軽
減、リアルタイムに画像確認、画像サーバへの送信が可能となり作業効率
が大幅に向上している。
しかし、このシステムはRIS が搭載できず、撮影の際は事前にRIS 検査受
付を行いワークリストへ登録する必要がある。そのためワークリストに
ない緊急撮影オーダに対しては、他のスタッフへRIS の検査受付操作を
依頼する必要があり煩雑である。そこで、この煩雑さを解消し、緊急対応
できるシステムへと変更できないか検討を行ったので報告する。
【方法】
1．導入時における問題点の洗い出し
2．改善点の検討
3．改善策の実施
4．運用評価
【結果】FPDシステムとRIS が同メーカであれば同一コンソール上に搭
載可能である。しかし、異なるメーカの場合、薬事やコストの面から厳し
いのが現状である。今回、FPDシステムのコンソールとして搭載されて
いるタブレット型 PCのWindows リモート機能を利用し、RIS とネット
ワーク接続を行うことでコンソール上での操作が可能となった。この操
作によりバーコードリーダでRIS 受付をすると同時にワークリストを開
くことなく、自動で撮影画面へ展開することで緊急撮影オーダに対して
も迅速で効率的な運用が可能となった。



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

450 Yokohama, November 14-15, 2014

O-42-1 内科系心臓血管集中治療室での薬剤師の取り
組み

○
あんどう く み こ

安藤 久美子、山下 大輔、小田 亮介、岩澤 真紀子、
和田 恭一、粉川 俊則、中村 慶、桑原 健

国立循環器病研究センター 薬剤部

【背景・目的】集中治療病棟では、腎機能低下患者やハイリスクな薬剤の
使用が多く、薬剤師による薬学的管理が求められている。国立循環器病研
究センターでは、2014 年 4 月から内科系心臓血管集中治療病棟（以下
CCU）において、回診やカンファランスに薬剤師が参加し介入を行ってい
る。CCU病棟において薬剤師が積極的介入を行った事例やその結果につ
いて報告する。【方法】2014 年 4 月 21 日から 1ヶ月間 CCUにおいて薬剤
師が介入した事例を抗菌薬、せん妄の治療薬、抗不整脈薬、その他に分類
した。また、介入した場面（電話あるいは回診、カンファランス等）や、
その事例への提案が反映されたか確認を行った。せん妄の治療薬は、副作
用、腎機能・肝機能低下時の投与量について、医師と共同で一覧表を作成
し介入を行った。【結果】薬剤師が介入した事例は合計 25 件あった。内訳
は抗菌薬 11 件（44％）、せん妄の治療薬 6件（24％）、抗不整脈薬 5件
（20％）、その他 1件（4％）であった。この中で薬剤師の提案通りに治療
が行われたのは 20�21 件（95％）であった。場面別では、回診やカンファ
ランス時での介入が 10 件（40％）、電話による問い合わせが 9件（36％）
あった。【考察】介入した事例は、抗菌薬と抗不整脈薬に関するものが計
64％であった。これはCCUでは透析を含む腎機能低下患者や、アミオダ
ロン注射剤等の投与量調整が必要な抗不整脈薬の使用が多く、TDMによ
る投与量調整に薬剤師が貢献している結果と考えられる。今後、一覧表を
活用し、せん妄治療薬の選択や副作用モニタリングに薬剤師がより積極
的に介入していく予定である。

O-42-2 急性心筋梗塞患者の安静療法に伴う腰痛発生
の要因と出現時期の実態調査

○
まつもと しょうた

松本 将太、高橋 奈津美、黒木 美咲、西山 慎吾
NHO 熊本医療センター 6北CCU

【目的】AMI の患者を性別、年齢、体重、BMI 値、安静時間などを比較し、
腰痛発生の要因と出現時期の関連性を明らかにする。【方法】平成 25 年 11
月～平成 26 年 2 月の期間で、失見当識がなく、GCS : E4V5 M6、Nohria�
Stevenson の分類で dry�warm : A である急性心筋梗塞の患者 16 名（男
性 11 名、女性 5名、平均年齢：67.2 歳）を対象に実態調査を行った。分
析方法は、統計解析ソフト Statcel3 を使用した。【結果】1．腰痛を訴えた
患者は 11 名であり、平均腰痛出現時間はCCU入室後より 13.6 時間後で
あった。2．エリクソンのライフサイクル論を用いて、患者を 40～64 歳を
成年期、65 歳以上を成熟期と分類すると成年期が 8名、成熟期が 3名で、
腰痛の有無についてマン・ホイットニ検定を用いた結果、有意差（U＝12）
がみられた。3．BMI 値と腰痛出現時間についてピアソンの相関係数の検
定を用いた結果、負の相関を認めた。【考察】成年期（40～64 歳）では腰
痛が出現しやすいということがわかった。さらに、その成年期である患者
8名全員が就業していることがわかった。普段就業している患者が日常生
活の中で長時間の臥床を強いられることは考えにくく、普段就業してい
た患者にとって長時間の安静臥床は腰部に重圧をかけ、身体的な苦痛と
なる。また、疾病や侵襲的治療に伴う行動制限、CCU入室に伴う環境の
変化とプライバシーの制限など様々な精神的ストレス下にあると考えら
れた。

O-42-3 携帯型赤外光の日常的使用に関する検討

○
す と う し お り

周藤 詩織、宮崎 弘志、古谷 良輔、岩下 真之
NHO 横浜医療センター 救急科

【目的】瞳孔径測定は単純な目視推定や、大きさを示した定規などを用い
る事で行われてきた。今回、新たに日本に導入された携帯型瞳孔計を評価
する機会があったため、これに関し報告する。【方法】ICUに勤務し瞳孔
径測定に習熟した看護師に対し、メーカーから出されている標準的な測
定方法を説明した後、健常者の瞳孔径を普段行っている方法と、赤外光瞳
孔計（NPi�100，Neuroptics inc. USA）を用いて測定した。調査項目は使
用の容易さ、左右の瞳孔径、同社が提唱する神経学的指標のNeurological
Index（NPi）の測定とした。使用の容易さについて「非常に難しい」から
「非常に容易」の 5段階で評価した。【結果】34 名の看護師が研究に参加し、
計 68 眼の計測を行った。使用の容易さでは、中央値 4（容易）、最頻値 5
（非常に容易）となった。【考察】瞳孔径測定が主観的方法であると測定者
毎にぶれる可能性があり、客観的方法を用いる方が望ましい。本研究で用
いた瞳孔計は携帯性に優れ使用も容易であり、日常的に使用ができる測
定器具と思われた。特に、34 人の評価で非常に容易、容易とした人数が
7割を超え、初めて使用する器具としては非常に良い評価であった。NPi
は、対光反射の速度などを基に中枢神経系の健全性を推定するものであ
り、経時的な推移をみる事も容易であることから、今後の ICU管理に有
用であると思われた。

O-42-4 ICU入室患者の離床に対する看護師の判断

○
あ べ

阿部 ひとみ、柏木 亜文、石井 香織、葦浦 幸恵、城 雪子
NHO 熊本医療センター ICU

【目的】看護師が ICU入室患者の離床を実施する上でどのような判断を行
い、離床介入に対してどのような点で迷い、行動しているのか ICU看護
師の離床判断の特徴を明らかにすることを目的として本研究を行った。
【方法】ICU勤務している看護師 20 名に対して、離床を行った場面や離床
判断した場面についてグループディスカッションを行い、逐語録を作成
し類似性でカテゴリ化した。【結果】ICU看護師の離床判断の特徴を表す
データは、130 抽出された。このデータは、内容の類似性により 115 のコー
ドに抽象化し、さらに内容の類似性に従って 16 のサブカテゴリ、そして
最終的に 7カテゴリに分類した。7つのカテゴリは、「バイタルサインや昇
圧剤の量・呼吸器設定により判断する」「自分では離床判断が困難なため
他者の意見をもとに考える」「離床可能か自分で判断できない」「患者の状
態による離床判断」「フォローアップ体制の不備」「挿管チューブ・カテー
テル挿入患者への離床援助の躊躇」「離床の重要性の理解が乏しく優先度
が低い」であった。【考察】ICU看護師は自己のアセスメント能力、患者
の状態変化時の自己の対応力や病棟内のサポート力、また患者の状態変
化に気付くかという点で不安を持ち離床判断を躊躇している。また個々
により離床判断基準を持っているが、病棟内での共有には至っていない。
ICU経験の短い看護師は離床判断の基準が確立されていないため、サ
ポート体制の構築が必要であると言うことが明らかになった。
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O-42-5 DVD導入による ICU入室オリエンテーショ
ンの効果―パンフレットとDVDでの ICU入
室オリエンテーションを比較して―

○
ふ く だ ま さ や

福田 真也、青木 理加、安田 清香、高田 智子、中野 亜希子、
上野 弘恵

NHO 関門医療センター 集中治療室

【研究目的】DVDを使用した ICU入室オリエンテーションを行うこと
で、患者が術後の身体状況、ICU環境についてイメージできたか効果を検
討する。【対象】A病院で全身麻酔下での手術を受ける認知機能に問題の
ない ICU入室未経験の患者 30 名（DVD未使用群 15 名、DVD使用群 15
名）【方法】手術前日にB病棟にて ICU入室オリエンテーションを実施。
入室 2日目までに対象患者へ看護師が質問用紙を用い＜身体状況イメー
ジ＞＜ICU環境イメージ＞＜その他＞について聞き取り調査を実施。「で
きた�思う」「まあまあできた�少し思う」「どちらでもない」「あまりできな
い�あまり思わない」「できない�思わない」の 5段階で評価し結果をDVD
未使用群・DVD使用群で比較検討した。【結果】身体状況については、
DVD未使用群 5名（33％）、使用群 9名（60％）がイメージでき、安静に
ついては、DVD未使用群 6名（40％）、使用群 10 名（67％）が理解でき
た。ICUの環境については、DVD未使用群 5名（33％）、使用群 7名（47％）
がイメージでき、DVD使用群においては「できない」は 0名であった。
不安については、DVD未使用群 1名（7％）、使用群 7名（46％）が軽減
できた。【考察】DVD使用群 7名が不安が軽減したと答えていることか
ら、DVDを使用した ICU入室オリエンテーションは、術後留置されると
予測されるドレーンや点滴、遂次型空気圧式マッサージ器などについて
想像でき術後のイメージの向上や患者の不安の軽減に繋ったと考える。
【結論】DVDを使用することにより、身体状況、ICU環境のイメージがで
き、患者の不安軽減に繋がった。

O-42-6 救命救急センター看護師の心理的葛藤―個室
で看取りを迎える家族との関わりから―

○
い っ こ み は る

一戸 美良、糸山 香織、頴川 俊也
NHO 熊本医療センター

［背景］救命救急センターには急性期で症状の回復が望めない、重症患者
が入院してくることも多い。そのような場合に、A救命救急センターで
は、患者の回復が望めない場合、個室に移動し、家族が患者と最期を共に
過ごすことが出来るようにしている。看護師自身も、患者家族が最期を思
い残すことがないように家族への看護も必要と感じている。しかし、看護
の必要性を感じながらも患者家族とどう関わればよいかという戸惑いや
心理的葛藤を生じていることが多い。［目的］救命救急センターで回復が
望めず、個室にて 24 時間家族が付き添う状況となった、患者家族と看護
師の関わり場面のなかで、看護師がどのようなことに気をつけて患者家
族対応を行っているのか、また、その中で看護師の抱える心理的葛藤を明
らかにする。［方法］研究デザインは質的記述的研究とし、平成 25 年 12
月から 26 年 3 月の期間で、救命救急センター経験 1年以上の看護師 10
名に半構成的面接を実施した。面接実施後に録音内容に基づき、逐語録を
作成し、KJ法を参考に、意味内容の類似性でカテゴリー化した。［結果・
考察］看護師は、家族に対して身体的・精神的なケアを行い、信頼関係構
築したいと考えて関わっていた。個室で看取りを迎える家族と関わる際
の看護師の心理的葛藤は、「家族の看護師に対する言動」「看護師が家族へ
関わる上での不安や緊張」「個室という環境」「家族と看護師の信頼関係が
構築できていない」の 4つであった。また、看護師の心理的葛藤の原因と
して、「看護師の要因」「患者家族と看護師との関係」「家族の要因」「環境要
因」が抽出された。

O-42-7 人工呼吸器離脱に向けての診療看護師
（JNP）としての活動，今後の課題

○
た け だ あ き こ

竹田 明希子、宮加谷 靖介、川本 俊治
NHO 呉医療センター・中国がんセンター 救急部

【はじめに】当院では厚生労働省チーム医療推進会議から提示された「特
定行為に関わる看護師研修制度」の項目に従い診療看護師の活動を行っ
ている．今回，人工呼吸器装着中の患者のウィニングを行うためプロトコ
ルを作成し導入した．治療成績について前向きに検討しプロトコルの問
題点を検討したので報告する．【研究方法】期間：（プロトコル作成後）平
成 26 年 3 月 24 日～5月 25 日対象：救命救急センターに入室した人工呼
吸器装着患者のうち，主治医より人工呼吸ウィニングプロトコルの実施
指示を受けた患者．方法：1）今回作成した呼吸器ウイニングプロトコル
の実施時の問題点，2）ウィニングプロトコル導入後の治療成績（挿管日
数・再挿管件数等を検討）を検討した．【結果】人工呼吸器装着患者 40
名中， プロトコル導入の指示を受けた 11 名の患者に抜管まで介入した．
患者は院内急変を含む救急患者であった．11 名のうち抜管できた患者は
9名，再挿管となった患者は 1名，1名は気管切開後人工呼吸器を装着の
まま一般病棟へ転出した．抜管できた 9名の人工呼吸器装着期間は平均
5.5 日であった．プロトコルの問題点は，患者の呼吸機能と呼吸回数の変
更点と変更後の観察時間にミスマッチがあり次段階に進むまでに時間を
要した事であった．【考察】人工呼吸器装着患者のウィニングプロトコル
の導入では，医師をはじめ理学療法士・臨床工学技士・看護師と供に
ベッドサイドラウンドを行った．チームで患者に対処する事は呼吸リハ
ビリ後のウィニング施行や，病態評価やウィニング計画の立案を多職種
で行い，ウィニング経過を評価でき有用であった．職種間の調節役として
目標共有できるように働きかける事は重要である．

O-42-8 救命救急センターにおける看護師の環境音へ
の意識と実態調査

○
あ ら い ゆ か り

荒井 佑佳理、佐藤 薫、大泉 昌也、中丸 真、福田 敦子、
齋藤 意子

NHO 東京医療センター 救命救急センター

【はじめに】救命救急センターは、昼夜を問わず緊急入院や手術患者が入
室し、患者は看護処置や医療機器のアラーム等により非日常的な環境音
の中にいる。先行研究で土方らは、「看護師が発生させている音について
は、日常的に繰り返されている処置に伴う音であるため意識が薄くなっ
ている」と述べている。実際、当院において環境音に配慮するガイドライ
ンはなく、看護師の環境音に対する意識と実態調査が必要と考えた。【目
的】看護師の環境音に対する意識及び環境音の実態調査を行う。【研究方
法】対象：当院救命センター看護師 56 名。期間：平成 25 年 4 月～平成 26
年 3 月。内容：騒音計を救命センター 3ヶ所（オープンフロア、個室、個
室側の廊下）に設置し、1時間毎に dB値を測定。最大値、最低値、平均
値を算出。5段階の行動留意度を用いた独自の質問紙による意識調査（点
数の高さを意識の高さと評価）。【結果】音への注意度と救命救急センター
経験年数や救命救急センター以外の経験、性別に相関関係はなかった。看
護師の意識は、「音量調節できるもの（カーテンの開閉等）」に比べ「音量
調節できないもの（医療機器のアラーム音等）」の方が高かった。騒音計
による調査では全ての測定箇所で平均値が 50dB を超えていた。（WHO
環境騒音ガイドラインでは 30dB 以上が騒音と定義されている。）【考察】
看護師は「音量調節できるもの」に比べ「音量調節できないもの」に対す
る意識が高いと考えられた。また、処置やケアが集中する時間帯で dB
値の上昇していることから、環境音の変化には人的要因が大きいと考え
られた。【今後の課題】環境音の改善に向け、人的要因へ焦点を当てた取
り組みにつなげていきたい。
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O-43-1 診断に難渋した開心術後の非閉塞性腸管虚血
（NOMI : Non Occlusive Mesenteric
Ischemia）に対し，小腸大量切除を行い，救命
しえた1例

○
さ そ う ま さ き

笹生 正樹1、盆子原 幸宏1、東舘 雅文1、清水 哲也2、
齊藤 修治2、松田 悟郎2、関戸 仁2

NHO 横浜医療センター 心臓血管外科1、NHO 横浜医療センター 外科2

開心術後の非閉塞性腸管虚血（NOMI）は，非常に予後不良の疾患であり，
報告は散見されるが救命率は低いとされている．今回我々は，二弁置換術
（大動脈弁＋僧帽弁）後のNOMI に対して小腸をほぼ全長にわたり切除
することとなり，その後短腸症候群となったものの救命しえた 1例を経
験した．症例は 80 歳女性．失神を契機に診断された大動脈弁狭窄症及び
僧帽弁閉鎖不全症に対して，待機的に機械弁による大動脈弁置換術及び
僧帽弁置換術を施行した．術後急性期に血液ガス所見にて進行性の塩基
過剰（Base Excess）の低下，高度肝機能上昇を認め，造影CT検査を行っ
たところ，縦隔血種による心タンポナーデが疑われたため，緊急で再開胸
血種除去術を施行した．術後，塩基過剰の低下は消失し，肝機能も経時的
に低下傾向を認めた．しかしながら，術後 10 日目に筋性防御を伴う腹痛
を訴え，腹部X線像で Free air を認めた．施行した腹部CT検査にて
NOMI による小腸の広範な壊死と，小腸穿孔と診断されたため，同日緊急
で外科チームによる大量小腸切除が施行された．その後，術後菌血症を併
発し，さらに残小腸は 10cm程度であったため短腸症候群を来したもの
の，集学的治療により救命し得たため，本症例の病状，治療経過を若干の
文献的考察を加えて報告する．

O-43-2 心臓血管外科手術における偏向サージカル
ルーペの使用経験

○
りゅうごう まさひろ

流郷 昌裕、毛利 教生
NHO 呉医療センター 心臓血管外科

【背景・目的】心臓血管外科手術において、サージカルルーペ（以降ルー
ペ）の使用は必須であるが、通常のルーペでは、長時間の頚部前屈姿勢の
保持のため、術後に術者・助手が首や肩の凝りを訴えることが日常茶飯
事である。今回、心臓血管外科手術において、偏向ルーペを使用し、その
利点、欠点について検討した。【方法】心臓血管外科の様々な術式、操作
において、1人の医師（筆頭著者）が、同時期に偏向ルーペ（PENTAX
PRISMVUE NF3 倍率 2.5 倍）と通常のルーペを交互に使用し、手術の操
作性、術野の視認性、頚部・肩への負担、前立ちの医師との関係などにつ
き記録し、検討した。【結果】偏向ルーペを使用することにより、頚部・
背部の前屈をせずに視野を凝視することが可能となり、手術翌日の肩こ
りや頚部痛の頻度も低下した（具体的なデータは発表時に示す）。また、
手術の操作性については、使用当初の 2，3例においては多少の違和感を
自覚したが、すぐに慣れることができた。その他の利点として、前立ちの
医師（通常のルーペを使用）と同一視野を共有する際、偏向ルーペを使用
することで、頭部の位置が後方になり、頭部の接触が避けられることが挙
げられる。欠点としては、1．ヘッドライトとの相性、2．もともと頚部を
屈曲せずに見る、深い視野の手術（例：僧帽弁手術）にはあまり適さず、
また上を覗き込むような操作（胸骨後面の操作、冠動脈バイパス手術での
内胸動脈剥離操作）には不適である、の 2点が挙げられる。【まとめ】偏
向ルーペは、術式を選べば、心臓血管外科手術において有用なツールにな
りうる。

O-43-3 Zenith flex 2年目の中枢ネック拡大による
migration に対する追加治療

○
きょ よ し き

許 吉起1、富吉 秀樹2、佐藤 克敏1、森田 悟1

NHO 東広島医療センター 心臓血管外科1、
NHO 東広島医療センター 放射線科2

【目的】2006 年本邦において企業製造ステントグラフト（SG）が許可され、
2012 年には実に腹部大動脈瘤（AAA）の 46.8％がステントグラフト内挿
術（EVAR）により治療されている。一方低侵襲であるEVARには特有
の問題点；エンドリーク（EL）を抱え、大規模・多施設においてその頻
度は約 30％に達し、14.5％に追加治療が行われていると報告されてい
る。このうち中枢頚部（PN）あるいは末梢頚部血管壁（DN）と SGの間
隙から起こるタイプ 1ELは 3.5％に発生、瘤破裂に直結する危険性があ
るため、迅速かつ積極的治療が必要とされる。当科は 2009 年より EVAR
を導入しているが、遠隔期に発症したタイプ 1EL症例の追加治療につい
て報告する。【症例】75 歳男性、2012 年 AAA（最大径 55mm）に対して
EVAR（Zenith Flex）施行。退院前CTにてタイプ 2EL認め、下腸間膜
動脈塞栓術追加。【経過】術後 2年目 CTにて瘤拡大（65mm）を伴う PN
拡大＋尾側migration によるタイプ 1EL診断。また左脚DN拡大および
内腸骨動脈瘤拡大診断。左内腸骨動脈塞栓後、外腸骨動脈までレッグ追加
延長。PNに大動脈カフ追加留置し、エンドリーク消失した。以後 6ヶ月
経過観察中。【総括】低侵襲かつ安全な治療としてEVARは確立したが、
術後も継続的にELなど特有の合併症に対してフォローおよび適宜介入
し、瘤関連死を低減させそのメリットを相殺させないことが重要である。

O-43-4 急性心筋梗塞に伴う前乳頭筋断裂の2例

○
こ じ ま よしひろ

小島 義裕、竹谷 善雄、岡村 暢大、宮崎 晋一郎、仁木 敏之、
川端 豊

NHO 四国こどもとおとなの医療センター 循環器内科

症例 1は 81 歳女性。平成 26 年 3 月 17 日午前 10 時頃より胸部不快感を
訴え近医受診し、心電図変化を指摘され当科を紹介されたが同日は受診
しなかった。19 時前に呼吸困難が出現し、救急搬送され当科受診した。採
血、心電図変化より虚血性心疾患を疑い、緊急心臓カテーテル検査施行し
た。高位側壁枝ないし対角枝の閉塞が疑われ、経皮的血管形成術に移行。
血管内超音波施行し閉塞が疑われる箇所をガイドワイヤーにて探る最中
に呼吸困難の増悪を認めた。心臓エコー検査にて高度の僧帽弁逆流所見
が得られたため、形成術を中断、右心カテーテル検査施行し、気管内挿管
後に経食道心臓エコー検査にて観察するに前乳頭筋の不全断裂が判明し
た。心臓血管外科へ紹介し、翌日準緊急的に手術となった。症例 2は 77
歳男性。平成 26 年 4 月 7 日ごろより夜間の胸部絞扼感を覚えたため、10
日に当科外来受診された。不安定狭心症と判断し、心臓カテーテル検査お
よび治療をお勧めしたが外来では拒否されたため翌週の検査入院予定と
なった。同日夜 22 時頃より胸痛の増悪を認めたため救急搬送され当科受
診。心電図変化より虚血性心疾患を疑い、緊急心臓カテーテル検査施行し
た。回旋枝の閉塞を認め経皮的血管形成術に移行し、再灌流およびステン
ト留置に成功するも胸苦の訴えが続き血圧低下を認めた。心臓エコー検
査施行し、僧帽弁の逸脱が疑われ、僧帽弁付近に乱流シグナルを認めた。
気管内挿管し、経食道心臓エコー検査にて観察するに前乳頭筋の完全断
裂が判明した。心臓血管外科に紹介し、翌日準緊急手術となった。今回急
性心筋梗塞の診断にて治療中に前乳頭筋断裂が判明した 2例を経験した
ので考察を加え報告する。
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O-43-5 経皮的CSリード挿入困難例に、開胸にて心外
電極を留置し、両室ペーシングが奏功した拡張
型心筋症の一例

○
しんたに た く や

新谷 卓也1、中谷 仁1、中久木 哲也1、田中 淳子1、川崎 敦1、
北村 政美1、日置 巌2、佐藤 友昭2、森本 保2

NHO 三重中央医療センター 循環器科1、
NHO 三重中央医療センター 心臓血管外科2

症例は 56 歳男性、20XX年運動中に心室細動を発症。バイスタンダー
CPRと AEDの使用にて救命し得た。心拡大と軽度肺うっ血。左脚ブロッ
ク、QRS幅は 144ms。左室駆出率 30％と全周性の壁運動低下を認め、冠
動脈に有意狭窄を認めず、特発性拡張型心筋症と診断した。心室細動と鬱
血性心不全の既往よりCRTDの適応と考え、左前胸部に同植え込みを
行った。冠静脈洞はやや前方開口でシースの挿入には若干苦慮したが、前
側壁静脈に左室リードを留置し得、良好な閾値を確保できた。以後頻脈エ
ピソードはなく心不全増悪傾向もなかったが、約 3年後に皮膚の圧迫壊
死に伴いポケット感染、全抜去を強いられた。ショックリードは上大静脈
に癒着し、国立循環器病センターにてレーザー抜去をお願いした。右前胸
部から同様にCRTD植え込みを試みたが、冠静脈洞へのシース挿入が困
難であり、ICDへのダウングレードとなった。約 6ヶ月の経過で、徐々に
心不全が増悪、NYHA3～4 と症状も悪化をきたした。CTR65％、左室駆
出率 20％、僧帽弁逆流 4̊ を認めた。左鎖骨下静脈より再度左室リード植
え込みを試みたが困難であり、本人、家族と相談の結果、心外膜リード留
置と僧帽弁縫縮を計画した。心臓血管外科と協力して大動脈バルーンパ
ンピング下に全身麻酔、胸骨正中切開。体外循環確立後に直視下に左室後
壁基部よりに心外膜電極をスクリューした。リードは胸腔より直接右前
胸部ポケットにアプローチし、CRTDにアップグレードできた。左室乳頭
筋、僧帽弁縫縮を行い閉胸。術後経過良好でNYHA2 まで改善。僧帽弁逆
流の減少と両室ペーシングが奏功した一例と考えられ報告した。

O-43-6 当センターの感染性心内膜炎の疫学的傾向と
予後関連因子

○
こ ま つ ひ ろ し

小松 博史1、杉田 翼1、加藤 瑞季1、大津 圭介1、本間 恒章1、
武藤 晴達1、金子 壮朗1、井上 仁喜1、藤田 雅章1、佐藤 実1、
寺西 純一1、竹中 孝1、森本 清貴2、井上 望2、国重 英之2、
川崎 正和2、石橋 義光2

NHO 北海道医療センター 循環器内科1、
NHO 北海道医療センター 心臓血管外科2

【背景】近年、感染性心内膜炎（IE）に関し起因菌の変遷や合併症のリス
ク要因に関する疫学的検討や早期の外科的治療に関する前向き研究の報
告がある。
【目的】当院の IE症例の疫学的特徴と予後関連因子を検討する。
【方法】2010 年 3 月から 2014 年 3 月までの臨床情報を抽出し検討。
【結果】IEが疑われた 44 症例中、Duke 診断基準に基づく確診例は 13
例、女性 8例、平均年齢 63 歳であった。全例で心エコーにて疣腫を認め
たが、2例は初回検査では疣腫を認めなかった。感染巣は自己僧帽弁が 10
例、大動脈弁が 4例、大動脈弁位人工弁が 1例、左室心内膜が 1例。基礎
病態は弁膜症 6例、悪性腫瘍 5例、抜歯・口腔内感染 2例、血液透析 1
例。12 例で起因菌が同定され、Staphylococcus aureus 6 例（MRSA 3
例）、Streptococcus 4 例、他の Staphylococcus と E. coli が各 1 例であっ
た。38℃以上の発熱は 8例、脳梗塞と脳出血、脳膿瘍の頭蓋内病変は 12
例（意識障害は 4例）で認め、心不全とDIC を呈した症例はそれぞれ 5
例であった。全例ガイドラインと菌感受性に基づく大量抗生剤治療が行
われ、抗生剤のみで心内膜炎を治癒しえたのは 5例であった。血行動態や
感染コントロールおよび塞栓症予防を目的に緊急・準緊急で外科治療を
施行したのが 6例、感染治癒後の心不全及び弁膜症に対し外科治療を施
行したのが 3例、手術不能と判断されたのは 2例であった。中央値 365
日の観察において、外科治療 9例は全例が生存していたのに対し、非手術
4例は全例が死亡していた。
【結語】当センターの IE症例では、基礎病態として弁膜症に次ぎ悪性腫瘍
が多く、全例に心エコーで疣腫を認め、ほぼ全例に頭蓋内病変を認めた。
外科治療例の予後は良好であった。

O-43-7 感染性心内膜炎にくも膜下出血および後腹膜
出血を来した一例

○
いちかわ け い し

市川 啓之、山田 桂嗣、谷本 匡史、三木 崇史、大塚 寛昭、
山本 和彦、川本 健治、田中屋 真智子、片山 祐介、櫻木 悟

NHO 岩国医療センター 循環器内科

症例は 77 歳女性、既往歴に高血圧、内服薬はなくADL自立の健康な方で
あった。数日前からの歩行困難・構音障害を主訴に近医より紹介受診し、
頭部MRI にて小脳梗塞を認めたため緊急入院となった。入院時より発熱
と炎症反応高値を認め、血液培養にて Streptococcus mitis�oraris を検出
するも、全身CTでは感染源は不明であった。心臓超音波検査にて僧房弁
前尖に 12×10mmの疣贅を認め、感染性心内膜炎による小脳梗塞と診断
した。抗生剤加療にて感染コントロールは良好で、心不全兆候なく経過
し、外科手術直前であったが、第 18 病日クモ膜下出血を発症し、緊急開
頭術を施行した。第 21 病日には突然の出血性ショックとなり、腹部CT
にて後腹膜出血を認め IVR施行するも出血源は特定できなかった。感染
性心内膜炎による感染性動脈瘤からの出血と考えられた。第 22 病日くも
膜下出血再発し、第 40 病日出血性脳梗塞を発症した。その後、胃瘻、気
管切開を施行し第 68 病日転院となった。今回我々は感染性心内膜炎にく
も膜下出血および後腹膜出血を来した一例を経験したため、若干の文献
的考察を含めて報告する。

O-43-8 腱索断裂による重度僧帽弁閉鎖不全症を発症
したAbiotrophia defectiva による感染性心
内膜炎の28歳女性の1例

○
ゆ あ さ か な こ

湯浅 可奈子、冠野 昂太郎、瀬川 貴嗣、木下 晴之、
市川 織絵、西山 浩彦、松田 守弘、田村 律、川本 俊治

NHO 呉医療センター・中国がんセンター 循環器内科

症例は 28 歳女性．既往歴に心疾患はなく，慢性歯周病があった．1ヶ月前
より発熱と咳嗽を繰り返し，4日前より夜間起坐呼吸を自覚したため，当
院救急外来を受診した．来院時 SaO2 : 75％，心拍数：130 台�分，呼吸数：
40 回�分で，胸部X線では著明な肺うっ血像を認めた．さらに心エコーで
前尖の腱索断裂に伴う重度の僧帽弁閉鎖不全症と疣贅を認め，血液培養
検査でグラム陽性菌を認めたため，IEと診断し緊急僧房弁置換術を施行
した．血液培養からはAbiotrophia defectiva が同定された．術後はぺニシ
リン，ゲンタマイシンを投与し，再発なく経過は良好だった．Abiotrophia
defectiva による IEは欧米では viridans streptococci として報告された
IEのうちの 5～6％とも言われるが，本邦での実際の症例報告は少ない．
Abiotrophia defectiva は栄養要求性であり，通常の培地では同定困難で
ある．一方，これによる IEは難治性・再発性であり死亡率が高いことが
報告されており，その臨床的特徴を文献的考察を加えて報告する．
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O-43-9 超音波検査で診断し得た腹腔動脈解離の1例

○
い り え しゅん

入江 駿、藤原 仁、上田 信恵、藤堂 祐子
NHO 広島西医療センター 初期臨床研修医

症例は 61 歳、女性。既往に高血圧があり、内服加療中であった。腹痛と
背部痛を主訴に夜間救急外来に搬送された。腹痛は炊事中に誘引なく突
然自覚した持続痛で、臍周囲と腰部に疼痛を訴えていた。1年前にも同様
の症状があり、狭心症として血管拡張薬の投与を受けたことがある。来院
時、血圧 202�96mmHg、脈拍 62bpm、JCSI�1。腹部は平坦軟であるが、
右季肋部、右側腹部、右鼠径部、臍周囲部に圧痛を認めた。反跳痛は認め
なかった。血液検査ではWBC 8100�μl、CRP 0.09mg�dl、CPK 65U�l、AMY
334U�l と、アミラーゼの軽度上昇を認めた。凝固系はFib 386mg�dl、D�
Dimer 0.5μg�ml 未満と異常を認めなかった。胸腹部単純CTでは大動脈
やその分枝に解離は認めなかった。胆嚢頸部に 8mm大の胆石、膵臓の軽
度の辺縁不整を認めた。腹部エコーでは腹腔動脈起始部に 10mm大の拡
張を認め、腹腔動脈から脾動脈と総肝動脈にかけて解離が認められたが、
腹部大動脈や、他の分枝については解離を認めなかった。腹腔動脈解離
と、急性膵炎と診断した。腹腔動脈解離に対しては保存的加療を行い、症
状は数日のうちに軽快した。発症 14 日目の腹部エコーでは解離腔の血栓
化を認め、腹部造影CTでは腹腔動脈根部が瘤化していた。大動脈本幹に
は解離を伴わず、分枝である腹腔動脈や上・下腸間膜動脈に限局して生
じる腹部内臓動脈解離は稀な疾患である。今回、超音波検査が診断に有用
であった腹腔動脈解離の 1症例を経験したので、若干の文献的考察を加
えて報告する。

O-44-1 冠動脈疾患を有するVf survivor に対し、ICD
適応の判断に苦慮した一例

○
た か せ りょうた

高瀬 亮太、柳沢 三朗、菅野 幸太、小林 紘生、岩瀬 晴香、
静 毅人、齋藤 章宏、福田 延昭、廣井 知歳、佐々木 豊志、
金澤 紀雄

NHO 高崎総合医療センター 循環器内科

63 歳男性。X年 5月パチンコ店で興奮した際卒倒した。直後より警備員が
by�stander CPR を開始し、救急要請となった。入電 4分後、救急隊が
AEDを装着したところ、モニター上心室細動を認め、2回の除細動後に自
己心拍再開し、精査加療目的に当院救急搬送となった。38 歳時に前壁心筋
梗塞を発症し冠動脈バイパス術施行された既往があり、他院に通院して
いた。来院時、意識清明でバイタルも保たれていた。来院後、緊急CAG
施行したところ、2003 年に他院で施行された最終CAG所見と比較し、左
主幹部の 75％狭窄、右冠動脈＃3の 90％狭窄、左回旋枝＃12 の完全閉塞
病変を新規に認めた。左回旋枝＃12 の閉塞病変は側副血行を認めたもの
の、閉塞部に造影剤の pooling があり、急性期病変を疑う所見であったが、
胸部症状・ECG変化はなく、心筋逸脱酵素の上昇も認めないため、待機
的 PCI の方針とした。Day6 に左主幹部、左回旋枝＃12 に対して、Day
13 には右冠動脈＃3に対して PCI を施行し、良好な拡張を得た。Day17
に施行した心臓MRI の Black Blood T2 強調像にて心筋浮腫は認めず、急
性期心筋虚血は否定的であり、急性期の臨床所見と併せて、今回のVf
は陳旧性心筋梗塞・低心機能を基礎としたものと判断し、ICDの適応と
考えた。Day24 に ICD植え込み術を施行し、経過良好にてDay 33 に退院
となった。冠動脈疾患を有するVf survivor に対し、ICD適応の判断に苦
慮した一例を経験したため報告する。

O-44-2 all pacing であったCRT�Dが EOSとなり、
VSRを利用し待機した一例

○
こばやし ひ ろ お

小林 紘生、菅野 幸太、岩瀬 晴香、柳沢 三郎、静 毅人、
斉藤 章宏、福田 延明、広井 知歳、金澤 紀雄

NHO 高崎総合医療センター

症例：62 歳男性、DCM、AF。A病院で CRT�Dの植込み及びA�Vnode
ablation を施行。CRT�D交換時期となり、B病院より当科紹介。受診時
EOS（End of Service）で、ペーシングレートを 30 回�分まで下げても自
己脈が出ず、ペーシング不全での突然死のリスクもある状況であった。即
日交換を検討したが、リバーロキサバンを内服中で PT－INR3.46 であり
当日の交換はためらわれた。一時的 PMを挿入し、CRT�Dの VSR（V
Sense Response）を利用し問題なく待機し、無事に交換できた。CRT�D
患者は年々増加し、植込み先以外でフォローされる例も増加がみこまれ
る。植込み施設以外でも、デバイスフォローの知識が必要と思われたので
報告する。

O-44-3 LIA（Lead integrated Alert）により発見され
た筋電位オーバーセンシングの一例

○
や ざ き きょういちろう

矢崎 恭一郎、網代 洋一、塚本 圭、清水 邦彦、森田 紗恵、
齋藤 貴士、内田 吉枝、小林 康徳、森 文章、岩出 和徳、
田中 直秀

NHO 横浜医療センター 循環器内科

【症例】65 歳男性。1996 年心室頻拍（VT）を契機に不整脈源性右室心筋
症と診断された症例。VTに対してアブレーション施行するも、再発を繰
り返し、1999 年に VVI�ICD 植込術が施行された。右室心筋の高度変性に
より、右室内に良好なR波がとれる部位が認められず、開胸下に左室心外
膜に二本の心外膜リードを留置し、Y字コネクタを用いて双極センシン
グリードとして使用した。その後、右心不全による入院加療を繰り返す
も、VTは抗不整脈薬含む薬剤治療により ICD適正作動無く経過してい
た。2014 年 3 月に Lead integrated Alert（LIA）による ICDアラームに
て来院。心外膜リードの感度およびリード抵抗は問題なかったが、心内心
電図で最小RR120ms の低電位ノイズによるVFカウントを認めた。本ノ
イズは、左腕で寝返りを打つ挙動により再現性を持って誘発され、上腕～
大胸筋による筋電位オーバーセンシングと診断した。本症例は、生活指導
にて、その後 2か月間は非持続性VT（nsVT）エピソードなく経過してい
る。【考察】LIAはリード不全の自動診断アルゴリズムであり、SIC（Sens-
ing integrity counter）基準、非常に速い nsVT、異常リード抵抗値の 3
基準中 2つを満たすと発動される。一方、T波オーバーセンシングなどに
よる偽陽性も認めるが、本例のような筋電位オーバーセンシングによる
偽陽性の報告はない。【結語】LIAにより発見された筋電位オーバーセン
シングは過去に報告がなく、心外膜リードにおける筋電位オーバーセン
シングへの注意喚起の意味でも貴重な事例と考え、ここに報告する。
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O-44-4 腹部大動脈に巨大血栓を認めた急性下肢動脈
閉塞に対し、カテーテル治療を施行した一例

○
た け だ ともあき

武田 知晃、森田 紗恵、森 文章、清水 邦彦、塚本 圭、
矢崎 恭一郎、齋藤 貴士、内田 吉枝、小林 康徳、網代 洋一、
岩出 和徳、田中 直秀

NHO 横浜医療センター 統括診療部

症例は、81 歳女性。左鼠径部の疼痛、冷感、感覚低下を主訴に来院。左大
腿動脈以下の動脈が触知不能であった。急性左下肢動脈閉塞と診断し、緊
急カテーテル検査を施行した。造影上、腹部大動脈から総腸骨動脈分岐部
に大きな血栓を認め、左総腸骨動脈は血栓により完全閉塞していた。左総
腸骨動脈から外腸骨動脈、浅大腿動脈に血栓吸引を行い、左総腸骨動脈に
自己拡張型のステントを留置した。その後、浅大腿動脈に血栓吸引を追加
し、良好な血流を得た。右総腸骨動脈に血栓が残存したが、血流は保たれ
ていたため、tPA投与およびヘパリン投与で薬物治療を行った。翌日、右
下肢の疼痛、冷感が出現し、右膝窩動脈以下触知不能となった。造影上、
右総腸骨動脈にあった血栓が消失し、右浅大腿動脈が血栓閉塞していた。
血栓吸引を行い、右浅大腿動脈に自己拡張型ステントを留置し、良好な血
流を得ることができた。腹部大動脈から総腸骨動脈分岐部の巨大血栓に
よる両側急性下肢動脈閉塞に、カテーテル治療が、著効した一例を経験し
た。

O-44-5 造影剤を低減し実現した冠動脈・下肢動脈
CTAの一括検査の適応と有用性について

○
しずか たけひと

静 毅人、菅野 幸太、小林 紘生、岩瀬 晴香、柳澤 三朗、
福田 延昭、齋藤 章宏、廣井 知歳、金澤 紀雄

NHO 高崎総合医療センター 心臓・脳血管カテーテルセンター�循環器内科

【背景】末梢動脈疾患（Peripheral Arterial Disease : PAD）は心イベント
リスクであり、冠動脈病変に対する血行再建をしても PADが予後に影響
するため、冠動脈CTAを行う際に全身の動脈硬化のリスクを疑いABI
検査によるスクリーニングを行っている。当院では Low kV撮影などを
利用して許容範囲の画質で被ばく線量と造影剤量を低減することにより
同日の一括検査を可能としている。【対象および方法】平成 25 年 9 月 26
日から平成 26 年 3 月 12 日までのABI を施行した冠動脈CTA症例 445
例のうち無症状でABI が 1.0 未満もしくは 1.4 以上の患者には下肢動脈
CTAを追加した 50 症例、67 肢について、ABI 境界（0.9 以上 1.0 未満）群
（n＝49 肢）、ABI 異常（0.9 未満、1.4 以上）群（n＝18 肢）の 2群に分け
て病変の有無、カテーテルによる下肢動脈造影や治療について検討した。
【結果】prospective helical scan 撮影、低電圧撮影、Test Bolus tracking
法を使用して冠動脈CTAと下肢 CTAを一括で行い、合計の実効線量
10.3±6.1mSv、造影剤 105.7±20.1ml で撮影を行った．下肢造影CTAでは
ABI 異常群で有意に病変を認めたが、ABI 正常群と境界群では正常群の
ほうが有意に病変を認めた．（境界群 18％vs 異常群 83％，P＜0.001）カ
テーテルによる下肢造影を施行した症例は 30％（11�37）でうちすべての
症例で有意狭窄を認め、45％（5�11）でステント治療を行い、カテーテル
による下肢造影を行わなかった症例やステント治療を行わなかった症例
も内服加療の再検討を行った。【総括】冠動脈CTA症例では下肢動脈リス
クのある症例が多く、ABI を利用することで潜在的に合併する末梢動脈
疾患に対してして内服加療も含めた早期治療介入ができる。

O-44-6 下肢閉塞性動脈硬化症患者に対する血行再建
が血圧と予後に与える影響の検討

○
の ざ と としひろ

野里 寿史、近江 哲生、加藤 隆一、山本 佑、土居 惇一、
増村 麻由美、榊原 温志、吉田 善紀、岩井 慎介、三輪 尚之、
林 達哉、伊藤 順子、大野 正和、高橋 良英、佐藤 康弘

NHO 災害医療センター 循環器科

【背景】下肢閉塞性動脈硬化症は予後が悪い症例が存在し、高血圧をはじ
めとしてリスクの管理が重要である。しかし薬物療法に抵抗性を示すこ
ともあり、さらなる治療法が期待される。【目的】血管内治療（EVT）に
よる血行再建が四肢の血圧に与える影響と予後への影響を検討した。【方
法】患者・病変背景および周術期術前後の安静時ABI を施行、血圧の変
化を評価した。慢性期の心血管死亡とEVT前後の血圧値の関連を評価し
た。【結果】対象は当院及び関連施設での血管内治療を施行した腸骨動脈
領域、大腿膝窩領域の症例 359 例。平均年齢 71.4 歳、男性 283 例、腸骨動
脈領域 38％、高血圧 81％、糖尿病 56％、透析 29％、冠動脈疾患 80％。EVT
前の上肢収縮期血圧（sBP）144.4±20.9mmHg、病変肢 sBP 91.9±32.4
mmHgだったが、術後上肢 sBP137.9±20.3mmHg、下肢 sBP112.8±34.3
mmHgと改善した。術後上肢 sBP値から 4群（Group A＜124mmHg ;
Group B，125�137mmHg ; Group C，138�159mmHg ; Group D＞151
mmHg）に分けKaplan�Meier 分析を行ったところ、sBP高値群（D）は
他 3群により有意に予後が不良であった（p＝0.0002）。Group Aに対する
Group Dの Risk ratio は 12.14 であった。【結論】下肢閉塞性動脈硬化症に
対するEVTには血圧低下作用があり、予後に影響している可能性があ
る。

O-45-1 フェイスブックを活用した在宅筋ジス患者の
ネットワークの構築

○
す ず き ま や

鈴木 茉耶、相沢 祐一、吉岡 勝
NHO 仙台西多賀病院 医療福祉相談室

【目的】在宅生活する重度障害者同士の交流やつながりは少なく孤立して
いる現状がある。さらに、東日本大震災直後は、通信環境の悪化に伴い各
種機関や家族、友人との連絡に困難を極めた。そのような中、Facebook
や Skype、LINE等の SNSは比較的連絡が取りやすかった。そこで、当院
に外来通院する在宅筋ジストロフィー患者同士が、情報交換や交流が図
りやすく、自然災害時でも連絡が取りやすいネットワークを、Fecebook
の活用を中心に構築することを目的とする。【方法】対象：筋ジストロ
フィー患者、及び当院職員、元職員 方法：1．医療相談室がサポートす
る形で、在宅筋ジストロフィー患者自身による仙台西多賀在宅療養者地
域連携サポートネットワーク「仙台西多賀ENJOY LIFE STATION」の立
ち上げ 2．規約、広報用チラシの作成 3．実名登録が原則のFacebook
の利用をメインに、その中のグループ機能を活用した交流の場を設ける
場所：自宅での SNSの活用を中心に、定期的なオフ会の企画・運営【結
論】平成 25 年 7 月 1 日に代表患者 2名及び医療相談室職員 2名でネット
ワークを立ち上げた。Skype 会議や顔を合わせての打ち合わせにより、
Facebook の運営方法について検討を重ね、非公開承認制のグループとし
た。平成 26 年 3 月 30 日時点で 22 名の会員数となっている。【今後の展
望】在宅患者が地域で孤立することなく、 人と人とのつながりをつくり、
それぞれの生活の質の向上を図ることが目標である。特に若い患者が、進
学や就労、その他日々の生きがいある生活を実現している在宅患者を目
の当たりにして、夢や希望、目標を持ってこれからを生きてもらうための
ネットワークを目指している。



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

456 Yokohama, November 14-15, 2014

O-45-2 身寄り不在の独居高齢患者に対する自己決定
支援―ソーシャルワーカーの価値・倫理の考
察―

○
あ ら き よ う こ

荒木 陽子、西迫 はづき、木下 良子、新開 貴夫、三浦 由江
NHO 熊本医療センター 地域医療連携室

【目的】人々が抱える生活上の社会的問題が深刻化する中、病気の発症に
伴うMSWの福祉的支援内容も、ますます複雑になってきている。身寄り
不在の独居高齢者が緊急入院となり、家族同然のペットの世話について
の問題解決も必要とされた中で、患者の自己決定支援過程を考察する。
【症例】70 代前半女性。直腸癌にて入院。患者は病気や治療・療養生活に
不安を抱える中、自宅で飼っているペット（犬と猫）の世話を誰にも頼め
ず心配で、治療に臨めないと相談ありMSWが介入。【経過】介入後、患
者は多頭飼いしているペットは子どものような存在で、これからも飼い
続け、犬と散歩をすることを目標にして治療を頑張っていきたいとの意
向を示された。高齢で病気による療養が必要な状態でペットを飼い続け
ることについては、地域住民から反対の声もあり、地域社会への働きかけ
も必要となった。患者・支援者それぞれの価値観がぶつかり合う中、患者
の意思をどの程度尊重できるのか、ジレンマを感じながらの支援となっ
た。問題については院内だけでは解決が難しく、地域包括支援センターと
協働して支援を行った。【考察】価値観の多様化と、身寄り不在や家族機
能不全の状況下における高齢患者の自己決定支援の増加が予測される。
その支援過程の中で個人としての価値観と専門職としての価値観とのジ
レンマに陥り、改めて専門職の拠り所とする価値や倫理を意識した援助
の必要性を感じた。また、本事例のように緊急入院により社会的問題が表
面化し、治療と同時に福祉的支援を必要とする方が増加している中、入院
という生活上での一場面だけでは解決困難なため、社会全体でのサポー
ト体制の構築が必要と考える。

O-45-3 高校生対象ソーシャルワーカー体験イベント
「ソーシャルワーカーデー IN大分医療セン
ター」の開催について

○
お か え こ う じ

岡江 晃児、谷山 香菜恵
NHO 大分医療センター 地域医療連携室

【はじめに】福祉・ソーシャルワーカーに関心のある高校生を対象に、体
験的にソーシャルワーカー（以下、SW）を学ぶことができる「ソーシャ
ルワーカーデー IN大分医療センター」を開催したので報告する。【内容】
2009 年度より社会福祉関連団体が、SWの活動を推進・普及する日とし
て、「海の日」をソーシャルワーカーデーと定めている。これを受け、当
院は 2013 年 7 月に第 1回目を開催した。イベント内容は、まず当院の
SWより『医療ソーシャルワーカーってどんな仕事？』というテーマで、
SWの専門性や大切していること、実際日々の仕事で思っていることを、
事例も入れながらわかりやすく楽しい講義を行った。次に、院内の SW
が学生さんと一緒に病院見学を行い、ただ病院見学をするだけでなく、医
師や看護師等の他職種から、日々の SWとの関わりや他職種から視た
SWの役割についてコメントをいってもらえる場にした。最後に、SW
の面接技法について学生さんが体験できるセッションも行ない、事例を
用いながら、SWが患者役となり、学生さんには SWになってもらい模擬
面接を行った。学生さんは患者さんの言語だけでなく、非言語にも意図的
に目を向けることや面接の空間作りの大切さを肌で感じることができ
た。イベント終了後に、アンケートも実施したが、大多数が SWや福祉の
仕事をしてみたいとの意見であった。【結論】近年、医療・福祉現場の人
材不足が深刻化し、若者が生涯の仕事として福祉職に魅力を感じる施策
を国が早急に打ち出すことが求められる中、福祉専門職である SWが、こ
のようなイベントを行なうことは大変有意義であったと考える。

O-45-4 患者さんに信頼と安心を提供できる退院支援
を目指して―TQM活動報告から―

○
し も だ かおる

下田 薫1、池田 浩子1、山中 怜子5、飯塚 真奈美1、中村 剛2、
酒井 枝津子3、岡田 秀樹4

NHO 佐賀病院 地域医療連携室 医療社会事業専門員1、
NHO 佐賀病院 内科2、NHO 佐賀病院 地域医療連携室係長3、
NHO 佐賀病院 地域医療連携室長4、
NHO 佐賀病院 地域医療連携室 看護師5

【目的】患者さんに信頼と安心を提供できる地域医療連携室を目標に、相
談業務である退院支援・調整に対しTQM活動の取り組みを始めた。そ
の活動経過と問題に対する改善実施策、その後の経過について報告する。
【方法】活動期間 平成 25 年 10 月 1 日～平成 26 年 7 月 31 日＜1＞現状
の把握期間：平成 25 年 10 月 1 日～11 月 30 日退院支援計画が入院日よ
り 2週間以内にたてられなかった件数、内容、理由も含め掲示した。＜2＞
目標値の設定⇒原因の究明⇒対策の検討⇒実施策の立案⇒実施策の行動
へと繋げた。＜3＞再評価期間：平成 26 年 2 月 1 日～3月 31 日【結果】＜
1＞問題点の原因分析・現状把握期間における 2週間以内に退院支援計
画書の作成がたてられなかった割合は 35％、そのうち情報収集・アセス
メント不足など、退院調整担当者自身の能力不足が主の問題によるもの
が 26％を占めた。・計画内容の妥当性、支援内容の見直しの必要性があ
る。・院内スタッフと退院支援を協働で行う為に、アセスメントの内容や
退院支援の経過、について共有する必要性がある。＜2＞実施策・定期的
に退院支援の症例検討会を行う（院内スタッフ参加型）・病棟スタッフと
の連携強化のため退院支援担当者のフェイスシート・アセスメントシー
ト・カンファレンスシートを共有する。・退院支援ガイドラインの作成
し、院内スタッフに提示する。・地域医療連携室のパンフレットを作成す
る。【結論】TQM活動後も、定期的に現状把握や症例検討会を行い、退院
支援担当者の能力を高める努力を行うと共に、院内連携の強化と連携室
の役割を「可視化」し、患者・家族に信頼と安心を提供し支援が行える地
域医療連携室として取り組む必要がある。

O-45-5 救急搬送患者地域連携紹介加算適用事例の転
院後評価とMSW支援における課題

○
かけがわ よ う こ

掛川 瑶子1、西川 明里1、木村 絵梨奈1、篠原 純史1、
佐藤 正通1,2

NHO 高崎総合医療センター 地域医療支援・連携センター1、
NHO 高崎総合医療センター 総合診療科2

【目的】当院では、重症ベッド満床時間短縮を目的に、救急搬送患者地域
連携紹介加算（以下、救急連携）を積極的に活用している。救急連携にお
いて、MSWは適切な支援を短期間で展開することが求められるが、適切
に支援できていたかの転院後の評価・検討がされてこなかった。そこで、
救急連携適用事例の転院後について評価・検討する場として、医療圏内
病院の地域連携実務者が参加する地域連携実務者会議を活用したため、
報告する。【方法】救急連携適用事例における当院の連携実績と共に、転
院先医療機関からの転帰先や入院期間等について、地域連携実務者会議
にて共有した。【結果】地域連携実務者会議開催後、救急連携における転
院先医療機関数および救急連携数は増加した。平成 25 年度の救急連携は
83 事例あり、当院におけるMSW介入までの日数は平均 2.40 日、転院待
機期間は平均 3.05 日、入院期間は平均 5.00 日であった。転院先医療機関
からの転帰先は、平成 26 年 6 月 1 日現在、自宅 38 名、施設 18 名、転院
10 名（うち、当院への再入院は 4名）、入院中 4名、死亡 13 名であった。
入院中を除く転院先医療機関における入院期間は平均 36.23 日であった。
なお、当院への再入院・死亡事例について、当院と転院先医療機関におけ
る支援課題の検討を行うことができた。【考察】地域連携実務者会議を活
用することで、転院後の状況を当院と転院先医療機関にて共有すること
ができ、地域連携実務者会議は、転院後の状況を検証する場として有効で
あった。転院したことでMSW支援を終結することなく、転院後の状況を
共有し、次のMSW支援に生かしていくことが必要である。
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O-45-6 グループでの事例検討によるMSWのスキル
アップへの効果

○
かげやま み さ こ

影山 美紗子1、佐俣 智子1、山田 拓哉1、掛川 瑶子1、
飯塚 真由美1、篠原 純史1、佐藤 正通1,2

NHO 高崎総合医療センター 地域医療支援・連携センター1、
NHO 高崎総合医療センター 総合診療科2

【目的】当院では 11 名のMSWを診療科毎に配置している。それぞれ経
験・知識・技術ともに差があるが、その差によって患者に対し適切な
ソーシャルワークが提供されないということがあってはならない。全て
のMSWが患者に対し適切なソーシャルワークを提供できることを目的
に、支援の質を向上させる取り組みを行ったため、報告する。【方法】スー
パーバイザーのMSW1名とMSW5名単位でチームを作り、週 1回、事例
検討やロールプレイ等を行った。今回は事例検討によってMSW支援が
どのように変化したかを考察する。なお、事例については個人が特定でき
ないよう倫理的配慮を行った。事例 1Aさん、66 才男性。糖尿病性壊疽に
て入院。壊疽部の切断後は経過良好にて自宅退院の許可がおりたが、本人
は当院でのリハビリ継続を希望し、妻は転院を希望されたため転帰先が
決まらなかった。グループでの事例検討により、「MSWが早期退院を焦り
適切な支援ができていない」ことに気づいた。その後は関わり方を見直し
ながら退院支援を行い、Aさんは自宅された。事例 2Bさん、57 才男性。
心筋梗塞にて入院。転院支援にてMSW介入したが、家族は転院には了解
しているものの、経済的な理由等により転院先を決められずにいた。グ
ループでの事例検討により、「MSWの情報提供の方法に配慮が足りな
かった」と振り返った。その後は情報の伝え方を見直しながら退院支援を
行い、療養型病院へ転院された。【考察】グループでの事例検討により、
自身では気づけなかった視点や課題に気づき、支援計画を見直すことが
できたと共に、MSWの役割や患者のニーズ把握への理解を深めることに
繋がったと考える。

O-46-1 当院における高齢発症重症筋無力症の臨床経
過について

○
か め や たけし

亀谷 剛、永野 功
NHO 山形病院 神経内科

【緒言】近年、高齢発症の重症筋無力症（MG）患者の増加が指摘され、日
本神経治療学会から標準的治療指針が示されている。高齢者は併発症が
出現しやすく、本疾患の治療・管理には課題が多い。【目的】当院で経験
した高齢発症MG患者について、その臨床像や治療、経過などに関して検
討する。【対象・方法】学会指針に準じ、発症年齢 50 歳以上を高齢発症と
して、該当する 2名を調べた。【結果】症例 1：死亡時 86 歳・女性。55
歳時、眼瞼下垂で発症。抗アセチルコリン受容体（AChR）抗体陽性、胸
腺腫を認め、手術を受けている。プレドニゾロン（PSL）内服を漸減・中
止、コリンエステラーゼ阻害薬のみで 10 年経過して再増悪。PSLは効果
なく、タクロリムス（FK506）内服で改善。合併症として高血圧症、大動
脈弁閉鎖不全、胸椎黄靭帯骨化症術後、胆石症術後。外来通院中、自宅で
急変・死亡。症例 2 : 77 歳・女性。61 歳時、眼瞼下垂で発症。AChR抗体
陽性、胸腺腫術後。薬なしで 10 年経過後、急性増悪。免疫吸着療法 2
回と PSL は効果なく、FK506 併用で軽快。PSLは減量・中止して、現在
FK506 のみ。合併症は高血圧症で、経過中ハンチントン病（遺伝子検査陽
性）も判明。目下、入院療養中。【考察】2症例とも胸腺摘除術で寛解に至っ
ており、高齢発症でも胸腺腫が見られる場合は手術が有効と考えられた。
しかし、10 年の経過で再び増悪しており、その際 PSLはあまり効果がな
く、FK506 が有用であった。また、症例 1は合併症が多く、最終的に心疾
患で死亡したと考えられる一方、症例 2は思いがけず神経変性疾患が明
らかとなり、今のところこれに基づく認知機能低下の方が問題で、いずれ
も原疾患より併発症の管理が重要である。

O-46-2 重症筋無力症（MG）に対する tacrolimus hy-
drate 長期投与の有効性について

○
みなみ な お や

南 尚哉1、野中 隆行1、網野 格1、越智 龍太郎1、宮崎 雄生1、
新野 正明2、藤木 直人1、土井 静樹1、菊地 誠志1

NHO 北海道医療センター 神経内科1、
NHO 北海道医療センター 臨床研究部2

【目的】今回、tacrolimus を 10 年間（120 か月）投与し、経過を追えた 8
例を経験したので、その有効性について報告する。【対象・方法】
Tacrolimus を 120 か月投与したMG8 名を対象とし、重症度、ステロイド
投与量、抗AChR抗体価について投与前と投与 120 か月後を比較し、
tacrolimus のMGに対する有効性について検討する。対象患者は男性 4
例、女性 4例。投与開始時年齢は平均 48.8±9.6 歳。全例 prednisolone
が投与された。7例が胸腺摘出術を受けており、3例が thymoma を認め
た。Tacrolimus の平均投与量は 2.9mg�日であった。【結果】MG�ADL
スコアは、投与開始時の平均 4.9 点±1.8 から 120 か月後は 2.0±1.1 点ま
で改善し、7例で重症度の改善を認めた。Tacrolimus 投与開始時の pred-
nisolone 投与量は 1日当たり平均 20.8±14.2mg であったが、predniso-
lone 投与量は徐々に減少し、120 か月後は 8.7±7.6mg まで減量された。6
例で prednisolone の減量が可能となった。抗AChR抗体価の推移を投与
前値を 1とした変化率は、120 か月後は 0.71 と低下した。Tacrolimus の合
併症は、真菌感染症や骨疾患の合併症が多く、因果関係は不明だが、1
例で胸腺腫の再発が見られた。【考案】MGに対する tacrolimus の 120
か月間の長期投与は、MGの重症度の改善が得られ、prednisolone 投与量
の減量が可能であった。抗AChR抗体価も長期に渡って抗体価の低下を
認めた。経過中、胸腺腫の再発が 1例見られ、今後、同様な症例がみられ
るか注意が必要である。【結語】120 か月の tacrolimus 投与により、87.5％
で重症度の改善を認め、75.0％で prednisolone の減量が可能となった。
MGに対する tacrolimus 投与は長期においても有用と考える。

O-46-3 医師主導治験（RIN�1試験）による宇多野病院
での神経難病への取り組み：視神経脊髄炎の
再発に対するリツキシマブ治療について

○
た は ら まさゆき

田原 将行、大江田 知子、澤田 秀幸
NHO 宇多野病院 臨床研究部

【目的】視神経脊髄炎（NMO）は、主に脊髄や視神経に再発を生じる免疫
性神経疾患であり、昭和 47 年に難病指定された多発性硬化症（MS）の一
部を占めている。MS治療薬の開発は著しいもののNMOの治療薬は未だ
ない。抗CD20 抗体であるリツキシマブは、海外におけるNMOの標準的
治療法と考えられているものの、ランダム化比較試験（RCT）は実施され
ておらず、薬事承認には至っていない。そこで、我々はリツキシマブの再
発抑制効果を検証するために医師主導治験（RIN�1 試験）を計画した。研
究資金は、平成 25�26 年度厚生労働省科学研究費補助金（難治性疾患克服
研究事業）による。【方法】RCTデザインは、医薬品医療機器総合機構
（PMDA）の対面助言を経て作成し、プラセボ群の再発リスクによる不利
益を最小化するための工夫をした。すなわち、経験的に使用されているス
テロイド治療（5～30mg）を受けているものを対象とし、実臨床と同様な
緩徐な減量とした。また、主要評価項目を初回再発までの時間とする生存
分析を採用することで、統計的検出力に優れ、効果量も推定でき、かつ、
プラセボ群においても初回の再発、すなわち 1回のみの再発で観察を終
了できるメリットがある。更に、治験終了後に参加可能なオープン継続試
験（RIN�2 試験）を用意した。NMOの患者数は本邦で 3～4千人程度と希
少疾患であることから、症例数の設定では、先行研究からリツキシマブの
再発抑制効果を 0.11 倍（リスク低減 89％）と見積もり、治験期間を 1
年半（72 週）と長く設定することで、組み入れ症例数を 40 例とした。【結
果】既に臨床試験の登録（UMIN000013453）を行い、2014 年 4 月治験届
けを行った。6月から被験者募集を始める予定である。
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O-46-4 パーキンおよびパーキン関連遺伝子（Klokin
1）の変異解析：徳島病院における成績

○
まき ゆ き こ

牧 由紀子1、三ツ井 貴夫1、藤本 美希1、十河 正子1、
川村 和之1、和泉 唯信2、梶 龍兒2

NHO 徳島病院 臨床研究部1、徳島大学大学院 臨床神経科学2

背景：パーキンソン病は黒質のドーパミン産生細胞の選択的変性をきた
す高頻度の神経変性疾患である。家族性パーキンソン病の原因遺伝子の
中で最も高頻度のものが PARK2 である。私達はパーキン蛋白をミトコ
ンドリアへ運搬するKlokin 1 の存在を見出した。本会においては徳島病
院における家族性パーキンソン病患者のパーキンおよびKlokin 1 遺伝子
解析現状を報告する。対象と方法：当院におけるパーキンソン病患者を
対象に、パーキンおよびKlokin 1 遺伝子解析を行い PCR法を用いて変異
部位を特定し、さらに患者 PBMCより RT�PCRを行いシークエンス解
析を行った。さらに同意の得られた患者には皮膚生検を行い、皮膚線維芽
細胞の樹立を行なった。結果：346 症例中 12 症例で欠損が認められ、その
うちパーキン遺伝子の exon3 の欠損が 2例、exon4 欠損が 2例、exon 3.4
欠損が 7例、exon10 欠損が 1例認められた。さらに klokin 1 遺伝子では、
点変異 2例が認められた。1例は家族歴があり若年性パーキンソン病とし
て発症した。もう 1例は家族歴がなく 60 歳以降発症であった。これらの
症例は共に klokin 1 遺伝子の異なる部位にヘテロ点変異が認められた。
結論：家族性パーキンソン病の原因遺伝子および蛋白の機能解析は、
パーキンソン病全体の原因と病態の解明、新しい治療の開発につながる
可能性が高いと考えられ、そのためにも今後も症例を集めていき、未来の
治療薬の発見につなげたい。

O-46-5 ミトファジーにおけるパーキンの関与

○
み つ い た か お

三ツ井 貴夫、牧（黒田） 由紀子、十河 正子、藤本 美希、
川村 和之、乾 俊夫

NHO 徳島病院 臨床研究部

目的：近年、ミトコンドリアのオートファジー（ミトファジー）に過剰発
現したパーキンは重要な役割を有していることが知られている。しかし
ながら内因性パーキンがミトファジーにどの程度関与しているかは明ら
かではない。我々はパーキンが細胞内ミトコンドリアにおいて糖化され
ていることを見出した。本研究では、ミトファジーにおける内因性パーキ
ン蛋白の細胞内局在について検討した。対象と方法：COS�1 細胞および
HeLa 細胞において、GFP�パーキンを導入した場合と導入していない場
合について、内因性パーキン局在がCCCP処理によってどのように変化
するのかを検討した。抗パーキン抗体として非糖化型パーキンのみに反
応するAb2132 を使用した。さらに細胞を Sialidase A と O�glycosidase
により脱糖鎖した場合の変化についても検討した。結果：Ab2132 で染色
された内因性パーキンは、両細胞において核および細胞質にび慢性に弱
いシグナルとして検出された。CCCP処理された細胞においては、同シグ
ナルはミトファジーをきたしたミトコンドリアに一致していた。この現
象は導入されたGFP�パーキンにおいても同様に認められた。一方、細胞
を脱糖鎖した場合には、Ab2132 シグナルは CCCP処理をしないときに
はミトコンドリアに一致していた。さらにCCCP処理を行うと、同シグナ
ルは一部はミトコンドリアに一致し、一部はミトコンドリア外に検出さ
れた。結論：内因性パーキンは糖鎖が付加されたものと、付加されていな
いものが存在すること、ミトファジーには糖鎖の付加されていないパー
キンが関与することが示唆された。

O-46-6 疼痛を呈したパーキンソン病患者の検討

○
な が の いさお

永野 功、亀谷 剛、小林 和夫
NHO 山形病院 神経内科

【目的】パーキンソン病（PD）患者においては無動などの運動症状がADL
障害の主因となるが、なかには強い疼痛を訴える場合があり、患者や介護
者のQOLに影響を与える。本演題では、疼痛を呈した PD症例について
自験例の検討を行い、その対応策について考察を加えた。【方法】山形病
院神経内科を受診し PDと診断された症例のうち、強い疼痛を訴えた 3
症例について後方視的に解析・検討した。【結果】症例 1は初診時 70 歳男
性。68 歳時から右下肢全体に鈍痛を自覚し心療内科にて加療を受けてい
たが、某院神経内科で PDと診断された。当科紹介受診時、右優位のパー
キンソンニズムとアパシー、アンヘドニアおよびオフ時に増悪する右下
肢疼痛を認めた。症例 2は初診時 65 歳男性。50 歳で左下肢寡動、52 歳う
つ症状あり精神科で加療歴あり。PDと診断され抗パ剤服用し奏効した。
しかし 57 歳ごろからwearing off 現象、62 歳で胸部の疼痛が頻繁になり
抗精神病薬の投与が開始された。65 歳初診時、無動著明で仮面様顔貌、小
声症が目立った。症例 3は初診時 67 歳女性。63 歳からうつ状態のため心
療内科で加療。66 歳歩行困難あり PDと診断され加療。レボドパは有効だ
がオフになると両側下腿の疼痛が出現するようになる。そのためレボド
パ減量したところ無動が悪化して当科受診した。右優位のパーキンソン
徴候とうつ状態、アンヘドニアを認めた。これらの症例に対しては抗パ剤
の調節を行い、程度の差はあるがオフ時間の短縮と精神症状改善にとも
ない疼痛は軽減した。【結論】疼痛は PD患者のQOL低下につながり対策
が必要である。疼痛を訴える PDは精神症状を合併することが多く、抗パ
剤調整によるオフ時間短縮が有効と考えられる。

O-46-7 ALS開口障害患者の食道静脈瘤破裂を胃瘻孔
よりEVLを施行し止血救命し得た一例

○
じょうない ひ で お

城内 英郎1、井川 千春2、石川 知子3、保科 早苗4、唐原 和秀5

NHO 西別府病院 消化器科1、NHO 西別府病院 消化器内視鏡技師2、
NHO 西別府病院 神経内科3、NHO 西別府病院 歯科4、
NHO 西別府病院 外科5

【症例】50 歳男性。【主訴】消化管出血
【既往歴】2000 年初めから筋力低下をきたした。
2000 年 8 月筋萎縮性側索硬化症（ALS）と診断された。
2002 年 5 月 20 日当院入院。
2002 年 9 月胃瘻造設。同年 10 月気管切開施行。
2003 年 5 月から人工呼吸器管理となった。
【現病歴】2003 年腹部造影 CT検査で門脈閉塞、肝硬変を指摘された。
2008 年胃瘻チューブから大量出血あり、内視鏡検査にてF3食道静脈瘤と
診断された。
開口障害で治療用経口内視鏡挿入できないため輸血、止血剤等の保存的
治療で止血できた。
その後胃瘻チューブ、気管カニューレ、口腔などから計 6回の同様の症状
あったが、何れも保存的治療で止血できた。
2014 年 4 月 27 日胃瘻チューブ、口腔、気管切開口から 8回目の出血あっ
たが、これまでと同様に保存的治療で止血できると思われた。
しかし同年 4月 28 日から大量出血になり経鼻内視鏡検査で食道静脈瘤
破裂による出血と診断し SBチューブ挿入し緊急圧迫止血した。48 時間
後の同年 4月 30 日 SBチューブ抜去後、経口的に内視鏡的静脈瘤結紮術
（EVL）を試みるがオーバーチューブ挿入困難で治療できなかった。
そのため胃瘻孔部を切開拡張後に、前もって挿入していたガイドワイ
ヤーに沿ってオーバーチューブを留置し逆行性にEVL施行し止血でき
た。
【考察】患者はALSで開口嚥下障害と門脈閉塞、胃食道静脈瘤等を合併し
ていた。
内視鏡的静脈瘤の治療には経口内視鏡が必須であるが、開口障害のため
通常の経口内視鏡治療は困難である。我々が文献検索した限り胃瘻孔か
らの静脈瘤治療の報告はないが、経口的に静脈瘤治療できず胃瘻孔があ
る場合止血救命のためここからの治療も選択肢になると考え報告した。
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O-47-1 骨脆弱性を有する重症心身障害者に対するエ
チドロネートの周期的間欠投与の長期効果

○
おおいし よしふみ

大石 佳史
NHO 東徳島医療センター 循環器科

【目的】骨脆弱性を有する重症心身障害者に対するエチドロネートの周期
的間欠投与の長期効果を検討する．【対象・方法】踵骨にてQuantitative
ultrasound 法による stiffness index を測定しYoung Adult Mean（YAM）
が 70％未満，かつ尿中 Ι型プロコラーゲン架橋N�テロペプチド（NTX）
が 55nmol BCE�mmol Cr 以上を示した骨折リスクが高い症例で，約 5
年間エチドロネート（200mg�day）の周期的間歇的投与が継続可能であっ
た 28 例（男性 15 名，平均年齢 57±8 歳，平均YAM 44±10％）を対象と
した．治療前後において各指標の比較検討を行った．【結果】投薬期間中
副作用による中止例は認められなかった．SOS（sound of speed）および
SI（stiffness index）は治療前後で有意な変化は認めなかった（SOS：前：
1509±28 m�s，後：1509±34m�s ; ns，SI：前：43±11，後：47±12 ; ns）．
しかしながらBUA（broadband ultrasonic attenuation）は有意に上昇し
（前：43±11 dB�MHz，後：66±9 dB�MHz ; P＜0.01），尿中NTXは有意
な低下を認めた（前：123±69 nmol BCE�mmol Cr，後：82±60 nmol
BCE�mmol Cr ; P＜0.001）．尿中NTX変化率が最小有意変化（27.3％）を
超えた有効例は 20 例（71％）であった．【結論】エチドロネートの長期間
周期的間欠投与により骨密度指標である SI および SOSには有意な改善
は認められなかったが，骨吸収抑制により骨質の改善が得られる可能性
が示唆された．

O-47-2 強度行動障害を持つ重度精神遅滞児（者）にお
ける、行動療法・TEACCHによる専門医療と
移行支援～NHOネットワーク共同研究報告第
1報

○
あ い た ち え

會田 千重1、坂尾 良一2、谷口 謙3、八木 深4、鈴木 徹郎5、
大島 崇文6、石崎 恵子7、山﨑 敏生8、滝澤 昇9、村田 博昭10、
棚橋 保11、中土井 芳弘12、中村 民生13、原田 聰志14

NHO 肥前精神医療センター 精神科1、NHO 賀茂精神医療センター2、
NHO やまと精神医療センター3、NHO 花巻病院4、NHO 岩手病院5、
NHO さいがた医療センター6、NHO 北陸病院7、NHO 小諸高原病院8、
NHO 富山病院9、NHO 三重病院10、NHO 鈴鹿病院11、
NHO 四国こどもとおとなの医療センター12、NHO 菊池病院13、
NHO 琉球病院14

【目的】
NHO動く重症心身障害病棟および重症心身障害病棟における、強度行動
障害を持つ重度精神遅滞児（者）の専門的治療と移行支援の手法向上
【対象・方法】
NHO14 施設で、統一したプロトコール・記録用紙・マニュアルを用い
て、行動療法やTEAACHによる専門医療・移行支援による介入を行っ
た。対象者は病棟入院患者・通所事業利用者で、運動機能は歩行障害以上
とした。専門医療対象者は、強度行動障害スコア 20 点、異常行動チェッ
クリスト日本語版（ABC�J）18 点以上とし、計 16 週間の介入前後で強度
行動障害スコア・ABC�J・標的行動回数を比較した。移行支援は、介入
前・入院終了時・移行後 4週後の強度行動障害スコア・ABC�J を比較
した。第三者に個人が特定できないよう配慮し各種基本情報も調査した。
【結果】
14 施設 32 例（専門医療 23 例・移行支援 9例）中、データ整備できた 26
例を集計した。専門医療は 20 例で男性 10 名女性 10 名、平均年齢 29.7
歳、自閉症合併 8例、標的行動は他害＞自傷＞こだわりの順であった。移
行支援は 6例で男性 3名女性 3名、平均年齢 22.5 歳、強度行動障害スコア
は入院終了時、施設復帰後と段階的に減少していたが、ABC�J スコアは
一旦減少し、施設復帰後に再度上昇していた。
【考察】
今回多施設共同研究により、行動療法やTEACCHによる同患者群への
介入手法の統一化を図った。専門医療・移行支援双方で介入効果の長期
的な持続が課題である。身体治療や精神科的薬物療法と併用して、以上の
治療手法の向上が図れれば、院内だけでなく在宅・地域支援の拠点とし
ての役割も期待できる。
本研究は国立病院機構中央倫理審査委員会による承認を経て実施した。

O-47-3 高齢重症心身障害者に発症した肝腫瘍3症例
の経験

○
や す だ か ん じ

安田 寛二
NHO 静岡富士病院 小児科

重症心身障害者（重症者）病棟患者の高齢化に伴い悪性腫瘍の発症例が増
加すると考えられる。最近 5年間に肝腫瘍を発症した 3症例について重
症者の終末期医療を報告する。【症例 1】61 歳男性、脳性麻痺。発語はな
いが意思疎通はわずかに可能。下腿足背の浮腫、トランスアミナーゼ軽度
増加、数日後に低血糖発作あり、αFP、PIVKAの著増と CT所見から原
発性肝細胞癌と診断。血糖値のコントロールが難しかった。腫瘍による下
大静脈の圧迫、胸水腹水の貯留が著明となり発症後 2か月で死亡。【症例
2】58 歳男性、脳性麻痺。詩作を行っていた時期があり意思の疎通は不十
分ながら可能。四肢の痛みで発症し、黄疸とともにアンモニア高値を認め
た。超音波検査で胆嚢胆管の壁肥厚が疑われたが、体幹の著明な変形によ
り腹部CT撮像困難のために地域の基幹病院に転院。ERCPの検査中に
呼吸状態が不良となり呼吸器管理となった。CT所見から肝門部胆管癌ま
たは胆嚢癌が疑われたが確定診断できなかった。発症後 1か月で死亡。
【症例 3】65 歳男性、脳性麻痺。音楽聴取が趣味で言語による意思の疎通
がとれた。吐血後に貧血を起こしたが鉄剤に反応乏しく腹部CTで肝内
に複数の大きな腫瘍を認め、CA19�9 の異常高値、結腸組織検査から S
状結腸癌の肝転移と診断した。疼痛に対し麻薬を使用、発症から 5か月で
死亡。【考察とまとめ】3症例とも長期に入院生活を送り重症者患者の中で
は比較的疎通がとれ、姿勢運動障害以外の合併症は少なく、日常の投与薬
剤は筋弛緩剤など限定されたものであった。3家族ともに腫瘍発症前から
延命処置を希望しておらず、悪性腫瘍自体の治療も希望しなかった。また
本人への告知はしなかった。

O-47-4 骨密度と移動能力及び生活機能評価（LIFE）を
用いた重症心身障害者における骨折リスクの
予測の検討

○
ききょう た か し

桔梗 隆司、朝日 達也、浅見 誠、古屋 雅子、小澤 李惠、
依田 友希

NHO 甲府病院 リハビリテーション科

【はじめに】重症心身障害者は、不動、低栄養、抗痙攣剤の使用などによっ
て骨粗鬆症を引き起こしやすく、骨折のリスクが高い。重症心身障害者の
骨折の検討をしたものとして、中島健一郎らの研究がある。そこでは 3
つの指摘がなされていて、受傷部位は「四肢末端の骨折」や「膝周囲の骨
折」などが多かったこと、膝周囲の骨折患者は移動能力が相対的に低く四
肢末端の骨折患者では移動能力が相対的に高かったこと、骨密度は入所
者全員に低下を認めていてとりわけ膝周囲の骨折群は低下していたこと
などであった。当院での先行研究においても、「四肢末端の骨折」や「膝
周囲の骨折」が多く、骨密度は低かった。さらに、骨密度が 0.395（g�cm
2）より低いと骨折リスクが高いという結果があり、これはYAM38.4％に
あたり、一般的に骨折を起こしやすいとされるYAM70％未満に比べ、か
なり低い値であった。【目的】上記の先行研究結果を鑑み、骨折の有無、
受傷部位に対する骨密度、移動、ADLが与える影響を調べることで、よ
り有用性の高い骨折リスクの予測につなげることが可能かを検討した。
【方法】当院の重症心身障害者病棟に入院中の患者の骨折の有無や骨折部
位により非骨折群、四肢末端部骨折群（手関節及び足関節以遠）、四肢中
枢部骨折群（前記を除く四肢）の 3群に分けた。この 3群において、Jhon-
son 運動年齢テスト（MAT）、Life Inventory to Functional Evaluation：
生活機能評価（LIFE）を比較するとともに、骨強度の指標として骨密度
も比較し報告する。
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O-47-5 非侵襲的陽圧換気法にて加療した重症心身障
害者の喘息性気管支炎2例

○
む ら た ひろあき

村田 博昭1、大橋 浩1、安間 みどり4、橋爪 康高2、名越 貴子5、
村田 武5、高橋 純哉1、棚橋 保3、安間 文彦3、藤澤 隆夫1、
庵原 俊昭1

NHO 三重病院 小児科1、NHO 三重病院 臨床工学技士2、
NHO 鈴鹿病院 内科3、NHO 鈴鹿病院 皮膚科4、
NHO 鈴鹿病院 臨床工学技士5

重症心身障害児（者）（以下重症児者）の喘息性気管支炎 2例を経験した。
いずれも経過中喘息症状の悪化により呼吸不全となったが、非侵襲的陽
圧呼吸法（NPPV）を実施し加療した。症例 1 22 歳女性、大島分類 1、
脳性麻痺（痙性）。以前から舌根沈下、下顎後退による上気道の閉塞性呼
吸障害があり、気道感染症時には経鼻エアウエイ挿入にて対応していた。
今回は第 1病日に頻脈、吸気性および呼気性喘鳴があり、ABPC�SBT
静注、サルブタモール吸入を開始した。第 2病日に吸気性喘鳴が著名なた
め経鼻エアウエイを挿入したがその後喘息様症状が悪化し、第 3病日か
らNPPVを CPAPモードにて実施したところ呼吸状態は安定し症状は
徐々に軽快。第 8病日にNPPVを離脱した。症例 2 27 歳女性、大島分類
1、脳性麻痺（アテトーゼ）。小児期に気管支喘息の既往あり。今回は発熱
にて発症。第 2病日より喘鳴、呼気延長あり。その後症状が悪化し、酸素
投与、ステロイド投与、アミノフィリン静注にも関わらず症状悪化し、第
5病日から STモードにてNPPV開始。体動により安定しないためジア
ゼパムを座薬および内服を併用した。その後、症状は徐々に改善し第 16
病日にNPPVを離脱した。考察 重症心身障害児（者）気管支喘息診療ガ
イドライン作成WG報告においてNPPV実施は考慮してよいとされて
おり、本例はNPPV実施により気管挿管が回避でき有効であった。一方で
患者の協力が得られにくいこと。小頭症、小下顎症のため対応可能なマス
クの選択肢が限定されること。マスク固定後の体動によるずれ、リークの
問題など課題も明らかであった。

O-47-6 ベクトル球面表示法による重度脳性麻痺患者
の脊柱彎曲分類

○
ひ ら い じ ろ う

平井 二郎1、高橋 知之2、古谷 育子3、栗栖 茂1

NHO 兵庫青野原病院 外科1、NHO 兵庫青野原病院 放射線科2、
NHO 兵庫青野原病院 リハビリテーション科3

【緒言】昨年の本学会において、重度脳性麻痺患者の脊柱彎曲の指標とな
るベクトルの計算法について示した。今回、ベクトル終点の軌跡からグラ
フを作成、脊柱彎曲の病型分類を試みた。【目的】重度脳性麻痺患者の脊
柱彎曲の病型分類を行うこと。【方法】平成 24 年度に撮影した重度脳性麻
痺患者 40 名の全脊椎CTのMPR画像をもとにした。個々の患者で、各
24 脊椎の変位を示すベクトルをエクセルで計算し、ベクトル終点の軌跡
をグラフ化した。【結果】描いたグラフの形状により彎曲の構成数を数え、
1C、2C、3Cに分類した。健常者に近いものはNとした。彎曲の程度の指
標としては、グラフ曲線の囲む図形が、ベクトルが移動可能な範囲に占め
る面積の割合を求め、軽症（20％以下）S、中等症（20～40％）M、重症
（40％以上）Lの 3つに分類した。類型は、N、1C、2C、3Cがそれぞれ
9例、10 例、11 例、10 例で、彎曲の程度は、S、M、Lの順に 26 例（65％）、
9例（23％）、5例（13％）となった。【考察】各脊椎の変位を示すベクト
ル終点を球面上に表示すると、側彎、前後彎、回旋はそれぞれある一定の
パターンでグラフ化された。グラフ曲線を S1（仙椎）からC1（頸椎）ま
でたどると、彎曲が一定方向だけのものや、向きを 1ないし 2回変えるも
のもある。彎曲の重症度については、変位ベクトルが基準ベクトルに比べ
大きく変位し、かつその変位の方向が一定でないものが重症度は大きい
と考えた。これに相当する量としてグラフの描く図形の面積を対応させ
た。【結語】今後、データを蓄積し、脊柱彎曲の経年変化をとらえ、重度
脳性麻痺患者の医療に役立てていきたいと考える。

O-47-7 岩手病院における過去4年間の重症心身障害
児者の摂食機能療法～客観的データ解析から
見えてくるもの～

○
す ず き てつろう

鈴木 徹郎、佐藤 智彦、佐藤 敦
NHO 岩手病院 小児科

〈目的〉岩手病院は平成 22 年度より、NHO共同研究「重症心身障害児者
における摂食機能療法の普及推進の研究」に取り組んでいる。医師、歯科
医師、看護師、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、栄養士、保育士で
チームを編成し、18 症例に対して指導を行ってきた。その結果を客観的に
解析し、特徴を述べる。〈対象〉当院重症心身障害児者病棟で、患者家族
の同意が得られた 18 症例を介入群とし、平成 24 年度からはコントロー
ル群（評価のみ）も選定した。〈方法〉2～4週間に一度、多職種が一堂に
会して患者の摂食を見ながら意見を述べ、医師、歯科医師、言語療法士が
評価と指示を行った。看護師と保育士が日々の患者の直接・間接指導を
担当した。観察期間は 3～6ヶ月間とし、評価項目は姿勢、食具、食形態、
口唇閉鎖、舌突出、顎運動、食物残留、等としてスコア化した。〈結果〉介
入群は 18 症例中 15 症例で摂食機能スコアが改善し、コントロール群で
は改善を認めなかった。改善した項目の頻度は、口唇閉鎖、舌突出の抑制、
自食の順に多く認めた。また、摂食機能タイプ別にも、改善しやすい機能
の特徴が現れた。さらに、介入した項目の多寡と、改善した合計スコアが、
比例関係にある傾向があった。〈考察〉重症心身障害児者が獲得する奇異
な摂食運動の背景には、その身体的障害のみならず、誤介助と誤学習の積
み重ねがある。摂食過程を解剖生理学的に推考し、的確な指導を行い、多
職種での取り組みを継続することが重要である。そして客観的なデータ
解析から得られる情報は有益である。〈結語〉多職種の連携による摂食機
能療法は、重症心身障害児者の摂食機能を改善し、客観的データ解析は有
益である。

O-47-8 障害児者虐待防止を考えるうえで当職員が評
価した虐待項目の順位

○
にしもと ゆきひろ

西本 幸弘
NHO 和歌山病院 小児科

【背景】2012 年 10 月から障害者虐待防止法が施行された．重症心身障害児
者病棟をもつ当院では，障害児者にかかわるが機会が多い．しかし，職員
がどのような虐待を重要と考えているのかわかっていない．【目的】障害
児者への虐待防止を考える際，職員がどの虐待項目を評価しているかを
明らかにする．【対象と方法】重心担当医師，看護師，療育指導室，療養
介助専門員，リハビリテーション科の 208 人を対象とした．アンケート形
式で調査した．5つの虐待項目（A：体罰，B：差別，C：プライバシーの
侵害，D：人格無視，E：強要や制限）に、重要度を記載した 10 枚のカー
ドを作成し，好ましい順に 1番から 10 番まで回答してもらった．解析は
コンジョイント分析をおこなった．【結果】177 人（85％）の有効回答を得
た．全対象者で最も評価が高かったのはA（43.6％）であった．次いで，
D（16.5％），E（14.9％），B（14.7％），C（10.4％）の順に評価されていた．
対象を診療部 24 人と看護部 153 人に分けて比較すると，診療部はA
（45.2％），D（18.4％），E（16.1％），B（11.9％），C（8.5％）の順に対し，
看護部は，A（43.3％），D（16.3％），B（15.1％），E（14.7％），C（10.7％）
であった．【結論】障害児者への虐待防止を考える際，職員が最も高く評
価した項目は「体罰」で、全体の 4割を占めていた．対象を診療部と看護
部とに分けた場合，評価項目の順位が異なっていた．「体罰」以外の 4
項目について虐待防止の意識向上と，職種に応じた講習会を提供するこ
となど，より具体的な取り組みが期待できる．
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O-48-1 療育指導室における保育実習指導方法の検
討～各施設へのアンケートを通して～

○
お の ざ わ はじめ

小野澤 源、松坂 真未、長谷部 尚子、立川 美香、副島 千枝、
藏松 美沙、吉田 誠、稲澤 淳一、蛭田 仁美

NHO 千葉東病院 療育指導室

【目的】現在、NHOに所属する療育指導室の多くでは、次世代人材育成の
一環として保育実習生を受け入れている。昨今保育士は保育園だけでは
なく医療現場への進出が目覚ましく、医療の場へ就職を希望して養成校
へ入学する者もいる。しかし実際は医療の場における育士業務を学べる
機会は少なく、我々が担う実習は学生にとり大変意義深いものとなって
いる。しかしこのような状況において我々保育士の対応は、各施設におい
て異なり明確に統一した指導方法は確立されていないのが現状である。
そこで各施設にアンケートを実施し現状をまとめる事で、どの様に実習
を計画・運営することが保育士・学生双方にとってよりよい実習となる
のかを模索する事とした。【方法】保育士が所属する全国の療育指導室 86
施設へアンケートを実施し、その回答を分析する。【結果】アンケート結
果から、全国的には各項目において予想通り違いが見られた。しかし各支
部ごとに分析すると、支部内においてはさほど大きな違いがない結果が
得られた。【考察】結果から養成校の数など地域性から各支部間で差異が
生じているものと推測され、各支部内においては異動など人事交流によ
り実習内容が自然と伝わっていると考えられる。これらの結果全国的に
指導方法などを統一することは難しくまた現状にそぐわない様に感じら
れた。しかし各支部内においては大きなの差異がないことからマニュア
ルなど検討をはかることでよりよい実習方法の確立が可能であると感じ
られる。また今後は実習生および養成校にも詳細なアンケートを実施し
どの様な実習を望んでいるのかを把握し、指導へ取り入れる必要がある
ように感じられる。

O-48-2 強度行動障害による他害に対する取り組
み―対象への理解を深めた上での統一した関
わりとTEACCHプログラムの活用―

○
あおやま み ず ほ

青山 瑞穂、生島 節子
NHO 肥前精神医療センター 看護部

【目的】
環境の変化で他害が増加した強度行動障害患者に対し、TEACCHプログ
ラムのスケジュールを活用した関わりを取り入れ、他害を減少させる。
【方法】
カルテからの情報収集。対象；最重度精神発達遅滞、自閉症、20 代女性、
遠城寺式乳幼児分析的発達年齢；2歳 8ヵ月、強度行動障害スコア 31 点。
期間：2012 年 X月～2013 年 X月。介入方法：TEACCHプログラムによ
るスケジュールを用いた関わりの統一。お菓子とホールに出ることを強
化子として使用する。介入前・導入期・固定期・拡大期における他害の
発生回数を調査し推移をみる。最初はTEACCHプログラムを熟知した
スタッフから始め、その後他スタッフに拡大していった。各時期への移行
期や他害が多発するときにはカンファレンスを行い、対応を検討・修正
した。新しいスタッフや他害を受けやすい傾向にあるスタッフには、具体
的方法論をロールプレイで示し対応の統一を図った。
【結果】
介入前の他害は月に 10～11 回。TEACCHプログラムによるスケジュー
ルを用いた関わりを始めた導入期には 2回。その後の固定期では 0～7
回。不安定な時期を過ぎると、回数は多い月でも 3回程度になる。拡大期
には 2～4回であった。
【考察およびまとめ】
いつもと違うことが起こると他害が発生した。体調変化や行事等による
病棟の環境変化に反応して他害固定期で他害の回数が増加した原因に
は、新しいことを始めた反応と、面会が無かったことが関係していると考
えられる。本人への理解が深まり拡大期では対策を立てて対応できたこ
とから他害は多発しなかったものと考える。他害の減少に、スケジュール
を用いた関わりは有効。

O-48-3 ベッド移乗に対し拒否行動を繰り返す動く重
症心身障害児に行動療法を取り入れた一症例

○
ひ ぐ ち ゆ う や

樋口 裕也、生島 節子
NHO 肥前精神医療センター 看護部

【はじめに】
食堂での食事後，自室でベッド安静の指示がある患者のベッド移乗の拒
否行動に対し，行動療法を取り入れた。その結果，行動変容に繋がったの
で報告する。
【目的】
ベッド移乗を拒否する患者に対し，行動療法を取り入れることでベッド
移乗がスムーズにできる。
【方法】
対象：10 代女性，重度精神発達遅滞。期間：2014 年 X～X＋3ヶ月。介入
方法：食堂からベッド移乗することを宣言後，誘導を行う。ベッドに移乗
出来たら賞賛の言葉とご褒美を渡す。ご褒美が貰えなかった回数を問題
行動として期間毎に計測（介入前・第 1・2・3 期・介入後）。有効行動を
探索する為「本人の状態（2項目）」「環境（3項目）」「援助方法（5項目）」
「本人の行動（6項目）」「スタッフの対応（6項目）」「対応時の工夫・その他
（自由記述）」のチェック表を独自に作成し，患者に対応したスタッフが記
載する。チェック表と介入前・第 1・2・3 期・介入後の各時期の問題行
動の回数を元に結果をカンファレンスで検討し，対応を統一した。
【成績】
問題行動の出現率は，介入前 50％，第 1期 17％，第 2期 20％，第 3期
12％，介入後 9％。介入前から第 1期へ移行すると問題行動が減少した為，
第 1期から第 2期へ移行時に，ベッドまでの移動距離が伸び，行動拡大で
きた。第 2期には問題行動が増加したが，第 3期には再度減少した。
【結論】
1．行動療法は，問題行動の減少に効果的であった。
2．行動拡大への取り組みは，問題行動の誘因になったが，行動療法を取
り入れ，対応を統一することで問題行動は減少し，行動拡大につながっ
た。

O-48-4 PEG造設患者の自力経口摂取への取り組み～
食べたいという思いを尊重して～

○
い し だ え り こ

石田 絵梨子、高橋 三智子、大津 久美子、遠藤 知子、
渥美 妙子

NHO 米沢病院 看護課

【はじめに】
今回、精神発達遅滞と統合失調症があり前医で誤嚥性肺炎を繰り返し、
PEG造設となった患者の「食べたい」思いを尊重し経口摂取に取り組ん
だ。精神発達遅滞と統合失調症のある患者への先行研究は少ない。肺炎を
起こさずに自力摂取が可能となったと同時に、コミュニケーション能力
の向上にもつながったので報告する。
【目的】
PEG造設した患者がどのような関わりで経口摂取が可能となったのか明
らかにする。
【結果】
歯科医師の口腔機能評価と、STの摂取機能評価を受けお試し食から開始
した。その後も定期的に歯科医師と STの評価を受け、OT・PTも加わり
ポジショニング、摂食訓練の手技を統一して関わった結果三回食まで移
行できた。口腔内の唾液の貯留やむせこみも徐々に無くなり、発語が増え
自力摂取が可能となった。
【考察】
歯科医師と STにより「食べられる」という評価が重要であり、定期的な
歯科受診と適切な口腔ケアにより、口腔内環境を整えたことが効果的で
あった。また、嚥下訓練を開始し嚥下機能が向上したことで「空嚥下」が
できるようになり、唾液の誤嚥が無くなったことで肺炎予防につながっ
たと考える。摂食訓練については、看護師が発信源となりチームが連携
し、毎日同じ手技で根気強く関わったことで、精神発達遅滞と統合失調症
がある患者が、混乱することなく経口摂取につながったのではないかと
考える。その事が脳への刺激となり発語が増え、情緒面にも変化をもたら
した。
【おわりに】
食べることは生きる楽しみにつながる大切なものである。今後も今持っ
ている能力や、可能性を見極めながら取り組んでいく必要がある。
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O-48-5 自食獲得へ向けての一事例～自食訓練におけ
る発達と変化～

○
こ ん の ひろとし

今野 寛寿、高野 真、永瀬 美紀、小泉 幸子、蓬田 知子
NHO いわき病院 看護課

【研究目的】A病院では、重症心身障害児（者）を対象に職種間で連携を
図り摂食機能療法を実施している。今回、食器・食具食べ機能獲得期に障
害をもつ患者に対し、自力摂取を獲得できることを目標に摂食訓練を
行った。【対象】51 歳女性、4歳から精神発達遅滞の診断を受け入院、49
歳でA病院へ入院。発達年齢 0歳 6～7 ヵ月、発達指数 2。入院時より食
事は全介助にて摂取。【方法】平成 24 年 6 月～11 月。1日 1 回の昼食にあ
わせ 30 分を目安に訓練を実施。4週ごとにビデオ・写真撮影により評価
した。【結果】車椅子での姿勢が安定しなかったためにリクライニング車
椅子をオーダーし、再度、調整を図った。当初、特に足底の安定が図られ
ておらず臀部から下肢にかけての体動が多くみられていたが、調整した
結果、姿勢の安定性が保たれ、下腿を含め体動の減少がみられるように
なった。次に、食事の際に周囲を見まわし、注意散漫がみられ食事に集中
出来ていないこともあり、食事の意識づけを行うためエプロン着用、食物
への視認、強要せずに手づかみ食べを促す声かけなどを継続的に実施。さ
らに、手と口の協調性を図るために、食器の高さを調整し、視野範囲に近
づけることと、食物のピックアップから口までの距離を短くとった。ま
た、手がでる位置に食器皿を近づけ誘導すると、徐々に食物をピックアッ
プする動作が得られ、訓練を反復することによって自発的に食物をつか
み食べる動作が確認できるようになった。【結論】ポジショニングの安定、
食事の際の動機づけ、手づかみ食べの感覚へのアプローチ、手と口の協調
性を高めるための反復訓練は食事の先行期を促すうえで有効な訓練方法
であった。

O-48-6 当院における重度心身障害児（者）の受け入れ
状況

○
なかむら ゆ う こ

中村 裕子、久保田 智香、齋田 泰子
NHO 松江医療センター 小児科

【諸言】近年、NICUや急性期病院における重症児の受け入れ先確保の困
難さが指摘されている。当院は島根県のみならず他県からも重症児を受
け入れている。当院の受け入れ状況を分析し受け入れ時の課題や今後の
対応策を検討する。【目的】重度心身障害児（者）の受け入れ時の課題や
今後の対応策を模索すること【方法】当院の診療録を後方視的に検討す
る。【対象】平成 18 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までに入院した児
（者）【結果】平成 18 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までに 20 人の重
度心身障害児（者）を受け入れた。そのうち、NICUからの受け入れは 8
名だった。受け入れ時の平均年齢は 3歳 10 か月（1歳 6カ月�6 歳 4 ヶ月）
で周産期障害は 3名、奇形症候群が 1名、脳奇形症候群 2名、詳細不明が
2名だった。全員が気管切開を受けており、そのうち 6名は人工呼吸器管
理だった。NICUからの転院児のうち 4名は平均 12.3 か月（2ヶ月から 1
歳 10 か月）で死亡の転機をたどっていた。また、急性期病院からの受け
入れは 3名で脳奇形症候群、頭蓋内出血後遺症、多発性硬化症だった。気
管切開を受けていたのは 1名で人工呼吸器管理を受けていた。【考察】
NICU、急性期病院からの転院者は在宅からの受け入れ児（者）よりも重
症度が高く、死亡率も高かった。これは、今までの報告と一致する。事前
に診療情報提供を得ていても、想像していた状態と重症度が解離してい
ることもあった。重症度の把握を転院先と当院とが一致させ、対応を検討
する必要がある。さらに検討を加え当日発表する。

O-48-7 短期入所者用情報収集・伝達用紙の作成～短
期入所者受け入れ態勢の構築 第2報～

○
の ざ わ りょうこ

野澤 涼子、池田 久美子、皆川 祐美
NHO 西新潟中央病院 2病棟

【はじめに】近年、社会状況の変化により在宅支援体制も整ってきており、医療的ケアの必要な短期入所利用者の増加がみられてい
る。現在、N病院では短期入所にも病院共通の入院データベースを使用しているが、この用紙では家族から細かな要望を充分に把
握するのは難しい。そこで、現状の情報収集・伝達方法及び内容の妥当性を明らかにし、看護師が統一したケアの提供ができる短
期入所用情報収集・伝達用紙を作成したので報告する。
【目的】家庭や病院での状態や関わりに関する情報が共有でき、看護師が統一したケアの提供ができる情報収集・伝達方法の妥当性
を明らかにし、必要な情報内容を取り入れた短期入所用情報収集・伝達用紙を作成する。
【研究方法】調査研究
1．紙上調査：研究内容（アンケート調査）
2．調査対象：研究参加に同意が得られたN病院短期入所受け入れ病棟看護師、N病院短期入所利用者家族
3．調査期間：2013 年 7 月から 12 月
4．分析方法：数値データ；記述統計 文書データ；カテゴリー化
【倫理的配慮】研究者の所属施設の倫理委員会に計画書を提出し倫理審査を受け承認を得る。
【結果および考察】利用開始時に家庭での状況を聴取する時間については、家族は初回以降適当でないという答えが多くなった。入
所までの経過の中で患者に変化があったことを追加記載できる用紙を家族は希望していた。このことから家族が入所時に話をする
時間を短縮したいと推察できる。入所時患者個々に対する家族の要望や意見は①患者への関わり②入院中の様子③情報収集・伝達
について④謝辞と 4つのカテゴリーに分けられた。要望や意見を事前に記入してもらうことで、時間の短縮や口頭では伝えづらい
ことを引き出すことができると考える。退院時看護師が家族に伝達している内容と家族が伝えてほしい内容に差がみられた。親は
常に子どものことを心配している。退院時、患者の入所中の状況が記載されている用紙を使用することで入所中の状況をより詳し
く伝達することが可能ではないかと考える。
【結論】
1．初回以降の情報伝達時間は短縮されているが家族はまだ十分ではないと感じており、患者の状態を記載できる用紙を望んでいる。
2．短期入所用情報収集・伝達用紙には、主に『家族から病棟への要望』『入院中に気をつけてほしいこと』を記載する項目が必要で
ある。
3．退院時に口頭で入所中の様子を伝えているが、家族はどんな様子だったのか細かく知りたいと思っている。
4．上記 1～3を基に、家族の要望や入所中の患者の様子を記載する項目を入れた短期入所用情報収集・伝達用紙を作成した。
【おわりに】今回作成した情報収集用紙を使用し、評価、修正を重ね、短期入所用情報収集・伝達用紙の質を高めることが今後の課
題といえる。
【引用文献】
1）佐々木智津子：短期入所受け入れ病棟スタッフの看護行為の熟達度～VASを用いたアンケート結果より～小児看護、2012.
2）飯室みさ子：重症心身障害児・者施設に子どもを入所させている親の看護者に対するニーズ 第 31 回小児看護、p103、2000
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O-48-8 重症心身障害における「経口摂取再開評価シー
ト」作成の試み

○
い し だ しゅういち

石田 修一1、大塚 義顕2、田畑 恵太3、古内 洋3、藤原 有紀4

NHO まつもと医療センター 中信松本病院 小児科1、
NHO 千葉東病院 歯科2、NHO 八戸病院 言語聴覚士3、
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 言語聴覚士4

国立病院機構共同臨床研究「重症心身障害児（者）における摂食機能療法
の普及推進のための研究」では．平成 21 年度より摂食機能療法を普及す
るために摂食チームを編成し，実践症例に取り組んできた。平成 24 年度
の研究では．何らかの原因で経口摂取が中止となった者が、経口摂取再開
となった場合の基準について，アンケート方式で調査を行った。医師から
の回答では、「CRP値の改善」「バイタルサインの安定」「イレウス等経口摂
取が中止となった原因の改善」「排便の確認」「喉頭のストライダーの改
善」が挙げられた。看護師からの回答では、上記に加えて「食べたい気持
ちの発露」「吸引回数の減少」「表情などが食事中止前の状態に近づいた」
などがあげられた。経口摂取中止の原因となった症状の軽快，意識レベル
の改善などを元に，「病前の様子に復したかどうか」が目安となっている
結果が得られたが、統一された経口摂取再開の基準は見いだせなかった。
この結果をうけ，多忙な臨床現場でも使用でき，かつ施設間でも統一して
評価可能な「経口摂取再開評価シート」作成を試みた。まずプロトタイプ
を作成し、研究に参加している各施設よりご意見をいただいた。「初期評
価を 3段階に」「シートだけでなく、運用のマニュアルが欲しい」「わかり
やすくするためにフローチャートが欲しい」等のご意見をいただき、改良
を加えた。シートは 1：初期評価（バイタル、症状の評価）、2：二次評価
（嚥下の誘発確認、改訂水飲みテスト、改訂フードテスト）、3：経口摂取
再開ステップよりなる。今年度は研究参加施設でこのシートを活用して
いただき、結果をまとめて発表する予定である。
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O-49-1 国立病院機構埼玉病院における脳梗塞死亡症
例のプロフィール

○
い で し ろ う

井手 史朗、篠江 隆、大塚 邦之、大友 学、神宝 知行、
神谷 俊明

NHO 埼玉病院 神経内科

国立病院機構埼玉病院は、埼玉県和光市・東京都板橋区・練馬区のほぼ
境界に位置する病床数 350 床の中規模施設であり、神経内科・脳外科の
診療科を標榜し、救急医療センターを併設して埼玉県西部第一保健医療
圏における第二次救急病院指定を受けている。2009 年 1 月 1 日から 2013
年 12 月 31 日までの 5年間における当院の脳梗塞入院症例は 510 例あ
り、うち脳梗塞死亡例は 21 例で脳梗塞入院患者の入院死亡率は 4.1％で
あった。この 21 例の死亡症例のうち、脳梗塞の病態そのものを直接死因
とするものは 10 例で、脳梗塞入院症例における死亡率としては 2.0％。内
訳としては脳ヘルニア 24％、出血性梗塞 9％、呼吸抑制 9％、脳梗塞拡大
5％であった。これ以外の 11 例は他臓器合併症を死因とし、肺炎 29％、
DIC9％、敗血症 5％、高血糖 5％、死因が確認できない症例が 1例あった。
脳梗塞を直接死因とした症例の閉塞血管としては、左内頚動脈 30％、右内
頚動脈 30％、右中大脳動脈 19％、椎骨脳底動脈 11％、多発梗塞 11％であ
り、主幹動脈閉塞が主体であった。平均在院日数は、合併症死亡例の 47
日に対して脳梗塞直接死亡例では 15 日と短かった。脳梗塞を直接死因と
した症例の背景病態としては、心房細動 57％、糖尿病 18％、高血圧 9％、
高脂血症を 4％に合併していた。なお、心房細動を合併した 13 例は、年
齢は 86 歳から 91 歳に亘ったが、来院時に PT�INR が有効治療域（＜1.6）
にあった症例はなかった。今回の当院における傾向について、他施設から
の報告と比較考察した。

O-49-2 バクロフェン髄注療法の排泄への影響

○
ひらばやし ひでひろ

平林 秀裕、坂本 美紀、川田 和弘、星田 徹
NHO 奈良医療センター 脳神経外科

バクロフェン髄注療法（ITB療法）は、重度の脳損傷患者の痙縮の改善に
有効な治療方法で、日常のオムツ交換や衣服の着脱を容易にするなど看
護、介護を軽減することができる。しかしながら、多くが物言わぬ患者で
あるために合併症があっても看過されることも多い。ここでは、寝たきり
患者で、介護の軽減を目的に ITB療法を導入したところ、排尿や排便が
減少した症例を経験したので報告する。【症例 1】57 歳女性。クモ膜下出
血でコイル塞栓術後、水頭症を合併し、VPシャント施行されるも、遷延
性意識障害をきたし、minimum consciousness の状態となった。約 2年半
後に、ITBスクリーニングを行ったところ、下肢の痙縮が改善したので、
ポンプ植え込み術を行った。ITB療法導入後、呼吸や循環に変動は無かっ
たが、ITB 200μを超えてから排尿回数が減少し、便秘傾向が明らかと
なった。しかしながら痙縮が十分には改善されてないと判断し、最終的に
は 400μとしたところ自然排便排尿がなくなり、ITBを減量した。【症例
2】62 歳女性脳挫傷にて遷延性意識障害をきたし、四肢痙縮による介護困
難があったので、ITB療法を施行した。術後、下肢の痙縮は改善したが、
排尿排便回数が減少し、血圧も降下。筋緊張も著しく減弱したので、200
μから 150μに減量し、血圧は回復した。

O-49-3 慢性硬膜下血腫におけるMR拡散強調画像に
よる硬膜下高信号帯の臨床的意義

○
いずみはら あきふみ

泉原 昭文、藤岡 裕士、山下 勝弘
NHO 関門医療センター 脳神経外科

【背景・目的】慢性硬膜下血腫（chronic subdural hematoma : CSDH）の
MR拡散強調画像（diffusion�weighted image : DWI）で硬膜下高信号帯
（subdural hyperintense band : SHB）を認めることがあり，血腫外膜から
の比較的新しい出血と考えられている．今回我々はCSDHにおける SHB
の臨床的意義について検討した．【対象・方法】2012 年 5 月�2013 年 12
月の 20 ヶ月間にMR�DWI を施行できたCSDH患者 30 例［男性 18 例�
女性 12 例・年齢 42�97 歳（平均 77.7 歳）］を対象とした．このうち手術例
（初回手術治癒例）は 27 例（21 例），保存的加療治癒例は 3例であった．
一方再発例（再手術例）は 7例（6例），両側例（両側同時手術例�片側手
術例�対側発症手術例）は 13 例（4例�5 例�3 例）であった．原則的に手術
例では診断時�手術前と手術 1�2 週間後，保存的加療例では診断時にMR
［DWI（TR�TE4000�90）�T1�T2�FLAIR�T2＊］を施行し，SHBの有無を
調べた．【結果】SHB陽性は初回手術治癒例では診断時�手術前で 11 例�19
例（58％），手術後で 9例�21 例（43％），保存的加療治癒例では診断時で
1例�3 例（33％）であった．一方再発例では診断時�初回手術前で 4例�5
例（80％），初回手術後で 6例�7 例（86％）であった．また対側発症手術
例では 2例�3 例（67％）で初回手術前後で SHB陰性から陽性への変化を
認めた．なお初回手術治癒例 2例と再発例 2例で手術前MRが未施行で
あった．【考察・結論】再発例では SHB陽性率が高かった．SHBは血腫外
膜の易出血性を反映している．

O-49-4 片側顔面痙攣症例のMRI 所見の検討

○
いいずみ さくら

飯泉 桜、神谷 俊明、神宝 知行、大友 学、篠江 隆
NHO 埼玉病院 臨床研修医

【はじめに】片側顔面痙攣とは、顔面神経の被刺激性亢進により、顔面支
配筋群が発作性、反復性かつ不随意に収縮する疾患である。原因として
は、顔面神経根出口領域での血管圧迫説が有力である。本疾患を疑った場
合、脳MRI�MRAにて腫瘍など 2次性に痙攣の原因となる疾患を除外す
るとともに、血管性圧迫の有無を調べる。しかし、顔面痙攣のない患者で
も 10～20％で血管圧迫所見が見られることがある。【方法】2010 年 1 月～
2014 年 3 月の間に当院にて臨床所見、画像所見より片側顔面痙攣（2次性
を除く）と診断された 31～79 歳の患者 28 名と、2014 年 4 月 2 日～4月 12
日の間に当院神経内科にてMRI�MRAを施行した、顔面痙攣のない患者
35 名のMRI�MRAによる血管圧迫の有無を後ろ向きに調査した。【結果】
顔面痙攣患者では血管性圧迫が見られた患者は 24 名（85％）であったの
に対し、顔面痙攣のない患者では 15 名（43％）であった。【考察と結語】
血管性圧迫は顔面痙攣のある患者で多く見られたが、顔面痙攣のない患
者でも見られた。病因に関しては血管性圧迫以外の要素が関わっている
可能性もあり、議論の余地がある。
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O-49-5 Guillain�Barre 症候群とBickerstaff 型脳幹
脳炎のオーバーラップ症例

○
あかほし かずひで

赤星 一秀1、梶川 博之1、北川 長生1、新谷 卓也2、田中 淳子2、
井端 英憲3、北村 政美2

NHO 三重中央医療センター 神経内科1、
NHO 三重中央医療センター 循環器科2、
NHO 三重中央医療センター 呼吸器科3

［症例］67 歳 男性［主訴］複視［現病歴］200X年 7 月に膝蓋骨骨折のた
め、当院整形外科に入院。その後、循環器科に転科し、心房細動に対して
アブレーションを施行され、経過良好であった。9月 Y日排尿障害が出現
し、翌日皮膚知覚過敏、両下肢しびれを自覚し、眼球外転障害、運動失調
がみられたため、頭部CTを施行されたが、明らかな異状所見認めず、精
査加療目的に、当科に転科となった。［転科時所見］意識清明、瞳孔不同
なし、眼位は両側内転位、球麻痺症状なし。筋力正常、下肢遠位の感覚鈍
麻、四肢の失調あり。腱反射消失。［経過］Fisher 症候群が疑われたが、
Y＋2日に四肢筋力低下、球麻痺、呼吸筋麻痺が出現した。Guillain�Barre
症候群と診断し、人工呼吸器管理、免疫グロブリン大量療法を行った。そ
の後、意識障害が生じて深昏睡となり、Bickerstaff 型脳幹脳炎とのオー
バーラップ症例と考え、再度免疫グロブリン投与を行った。Y＋28 日から
意識レベル、上肢の運動機能は改善を認めたが、下肢には重度の運動感覚
障害が残存した。本例は、Guillain�Barre 症候群と Bickerstaff 型脳幹脳炎
を合併し、貴重な症例と考えられたため、考察を加え報告する。

O-49-6 リバーミード行動記憶検査を通してみた
AChE阻害剤の特徴～展望記憶に着目して

○
か な い みつやす

金井 光康、頓所 あかね、岩崎 さやか
NHO 高崎総合医療センター 神経内科

アルツハイマー病（AD）の治療薬であるアセチルコリンエステラーゼ
（AChE）阻害剤の効果について、中核症状である記憶障害に着目し、各薬
剤の特徴を明らかにする。【方法】National Institute on Aging�Al-
zheimer’s Association 診断基準にのっとり、ADの診断をした。対象 35
例のうち、15 例に donepezil、16 例に galantamine、3 例に rivastigmine
を投与した。Donepezil は 3mgで開始し、5mg投与、galantamine は 8
mgで開始し、16mg、続いて 24mgを投与、rivatigmine は 4.5mg から開
始し、9mg、13.5mg、18mgへと漸増した。薬効評価に、リバーミード行
動記憶検査（RBMT）を用いた。薬剤投与の開始時および半年後に、RBMT
を行い、進行ないし改善の程度を評価した。標準プロフィール点のみなら
ず、下位項目について検討を加えた。【結果】RBMTの標準プロフィール
点では、donepezil 投与群に比し galantamine 投与群で悪化の傾向が軽度
であった。特に空間的課題である道順項目で改善傾向を認めた。Rivastig-
mine は 3 例であり、有意差を確認できなかった。展望記憶を評価する持
ち物や約束の項目は有意差を得られなかったが、galantamine で改善傾向
がみられた。【結論】三種のAChE阻害薬で、記憶障害へ対する効果にお
いて差異があると考えられた。AD患者の治療薬選定に際し、障害されて
いる症状を評価し、薬剤選択の参考にすべきであると考える。

O-49-7 Epileptogenic mechanisms in human hy-
pothalamic hamartoma : Physiological
and pharmacological investigations in vi-
tro.

○
そ の だ ま さ き

園田 真樹1、北浦 弘樹2、伊藤 陽祐1、白水 洋史1、増田 浩1、
柿田 明美2、亀山 茂樹1

NHO 西新潟中央病院 機能脳神経外科1、新潟大学脳研究所 病理学分野2

【Purpose】The intrinsic epileptogenecity of hypothalamic hamartoma
（HH）has clinically been known. But the epileptogenic mechanism in neu-
ron level is unclear. To investigate this, we performed phyisio�pharma-
cological experiments using HH tissue taken from needle biopsy, and
compared with pathological features.
【Methods】Field potential recordings were performed with the slice pre-
pared from biopsied tissue, and the effect of the Joro Spider Toxin 3
（JSTX�3）was examined. The tissues were histopathologically examined
with HE and immunohistochemistry（ADAR2 : adenosine deaminase act-
ing on RNA type 2）.
【Results】Spontaneous neuronal activities were recorded from the piece
of the biopsied tissue, and they were completely abolished by the appli-
cation of JSTX�3. Abnormal distribution of the ADAR2 in the neurons of
HH was observed by immunohistochemistry.
【Conclusion】ADAR2 is the enzyme mediating RNA editing at the Q�R
site of the GluA2（a subunit of the AMPA receptor）and inefficient GluA
2 RNA editing expresses the Ca2＋�permeable AMPA receptors. JSTX�
3 selectively blocks this Ca2＋�permeable AMPA receptors. These find-
ings indicated that abnormal Ca2＋�permeable AMPA receptors exists
in the HH. These findings provided the new insights that abnormal Ca2
＋�permeable AMPA receptors produced by inefficient GluA2 RNA ed-
iting are important roles in the intrinsic epileptogenecity of HH.

O-50-1 神経筋疾患における1方向弁バルブによる最
大強制吸気量 LICの試み―VC、MIC、PIC、LIC
換気量を比較する―

○
よりもと けいすけ

寄本 恵輔、有明 陽佑、小川 順也、立石 貴之、佐藤 福志、
早乙女 貴子、小林 庸子

国立精神・神経医療研究センター リハビリテーション部

【目的】
本研究の目的は、神経筋疾患患者における 1方向弁バルブによる最大強
制吸気量（LIC）の有効性を示すため、肺活量（VC）、最大強制吸気量
（MIC）、PEEP弁バルブによる最大強制吸気量（PIC）を比較し、検討す
ることにある。
【方法】
MICを経験している神経筋疾患患者 17 名。全症例についてVC、MIC、
PIC、LIC を 2 回測定（高値採用）、統計学的有意差の有無について調べる。
また、その時の患者実施困難感（VAS）を測定し、Patents Reported Out-
comes（PRO）を加える。全ての測定は本人が air stacking できる最大限
界圧までの量とし、PIC による PEEP圧は最低 20cmH2O以上の圧がか
かるに調整し、MIC、LIC による最大圧はリスク管理のため 60cmH2O
を超えないようマノメーターを利用する。
【結果】
VC100％に比較し、MIC145±14％、PIC155±20％、LIC185±21％の順
に有意に増加し、LIC が最も高値を示した。またVASによる患者実施困
難感はMICよりも PIC，LIC は有意に低く、LIC の PROは極めて良かっ
た。
【考察】
MICは神経筋疾患患者における呼吸ケアにおいて有効な咳嗽を得るため
の手技であるが病態や症状の進行に伴い習得が困難なこともある。今回、
我々が行った LIC は他の手技と比較し、最大の換気量を得たことに加え、
患者の実施困難感は最も低かった。このことは神経筋疾患患者において、
MICは VC以上の最大の換気量を得ているという認識から、LIC を測定
することによりMICを超えた肺・胸郭の柔軟性をより最大に得ている
可能性が示された。LIC を行うことは肺・胸郭の柔軟性を最大限に維持
することから神経筋疾患患者における拘束性換気障害に対し極めて有効
な対処療法になるものと考える。
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O-50-2 侵襲的人工呼吸療法（TPPV）患者に対する機
械的咳介助（MAC）実施後の肺・胸郭コンプラ
イアンス変化について

○
か と う と も き

加藤 友記、齋藤 正雄
NHO 箱根病院 神経筋・難病医療センター リハビリテーション科

【目的】侵襲的人工呼吸療法（TPPV）患者に対して機械的咳介助（MAC）
を毎日行い、肺・胸郭コンプライアンスの維持・改善の可能性を検討す
る。 なお、本研究は当院の研究倫理委員会の承認を得ており、対象者に
本研究の内容と公表について説明し同意を得ている。
【対象】平成 23 年 11 月に診断された 60 代女性の筋萎縮性側索硬化症
（ALS）患者である。平成 24 年 6 月に胃瘻造設術、同年 9月に非侵襲的人
工呼吸器を導入、平成 25 年 2 月にTPPVを開始した。
【方法】TPPV開始 6ヶ月後にMACを週 7回、12 週間連続で実施した。
MACの圧設定は±30cmH2O。陽圧：陰圧：休息の時間は、1秒：1秒：
1.5 秒とした。週 1回、実施前後に 1回呼気量、静的肺コンプライアンス、
胸郭拡張差を測定した。
【結果】MACの実施直後には、直前と比較して 1回呼気量、静的肺コンプ
ライアンスが増加した。12 週間を通じて、1回呼気量は実施前 1442.50±
77.36ml、実施後 1545.00±75.38ml、静的肺コンプライアンスは実施前
50.67±3.42ml�cmH2O、実施後 64.50±4.52ml�cmH2Oで共に有意（p＜
0.01）に増加した。胸郭拡張差は実施前 0.48±0.04cm、実施後 0.48±0.08
cmで変化がなかった。
【考察】1回呼気量、静的肺コンプライアンスの増加は、MACの陽圧に
よって換気量が増えて肺が膨らみ、即時的に肺の柔軟性が高まったと考
えられる。
【結論】TPPV症例にMACを実施した結果、12 週間に渡って同じ変化を
認めたことから、MACは肺・胸郭コンプライアンスの維持に効果的であ
る。MACの実施により、肺合併症の予防もしくは発生頻度の減少が期待
できる。

O-50-3 コミュニケーション支援チームCSTの構築
第一報―神経内科医・看護師・リハビリ科・
MSWの意識調査からの検討―

○
いけやま じゅんこ

池山 順子1、照井 真由美2、高橋 理偉子2、高橋 由布2、
長谷川 彰子2、加藤 直2、原田 俊夫2、山路 千尋3、信田 美幸2、
長谷川 一子3

NHO 相模原病院 リハビリテーション科1、NHO 相模原病院 看護部2、
NHO 相模原病院 地域連携室3、NHO 相模原病院 神経内科4

【はじめに】神経疾患の多くはコミュニケーション障害を来す。コミュニ
ケーション支援は個別性が高く、かつ、コミュニケーションエイド（以下
AAC）に関する知識が必要である。当院は急性期病院のため、神経内科
患者の平均在院日数も 27 日と短く、コミュニケーション支援法、AAC
に関する知識が不十分である。CST構築に当たり調査を行ったので報告
する。【方法】対象は神経内科医 4名、研修医 2名、病棟看護師 28 名、リ
ハビリテーション科医師 2名、PT8 名、OT5 名、ST2 名、MSW5名（合
計 59 名）。これに対しコミュニケーションに関するアンケート調査を、留
置法にて実施した。【結果】回収率は 100％、有効回答率は 82.1％。神経内
科経験年数は 0－37 年（中央値 3年）。76.1％で患者とのコミュニケー
ションに不十分と感じ、その理由は忙しいなど時間的制約とコミュニ
ケーション法の困難さが挙げられた。AACの知識は職種間で差があり、
OT・STで高く、看護師で少ない傾向があった。また、疾病受容とAAC
の導入時期についての技術的側面について問題が挙げられた。AACに対
する社会保障制度は 73.9％が知らないと回答していた。【考察】コミュニ
ケーション障害に関する医療のアプローチの必要性は認識しているもの
の、知識不足、多忙などから不十分となりがちな現状が明らかとなった。
コミュニケーション支援にはAACの知識と導入だけの問題ではなく、患
者の全機能に関する評価が必要である。コミュニケーション支援は全職
種が介入することにより、よりよい支援が行われることは既知の事実で
あり、今後CST構築に向け、多職種での介入について知識の共有とシス
テムの構築、在宅療養での継続支援システムの構築が必要である。

O-50-4 Duchenne 型筋ジストロフィー患者における
上腕皮下脂肪厚測定の臨床的意義

○
けどういん ち か

祁答院 知佳、石崎 雅俊、岡崎 敏郎、谷口 渚沙、貞島 詩織、
松永 直子

NHO 熊本再春荘病院 栄養管理室

【目的】一般的に栄養指標の一つとして用いられる上腕皮下脂肪厚測定は
Duchenne 型筋ジストロフィー（DMD）患者では筋肉内の脂肪の蓄積によ
り正確ではないとされる。近年、正確な身体組成の評価方法としては、イ
ンピーダンス分析法や二重エネルギーX線吸収測定法が用いられてい
る．しかし、これらの機器を有する施設は限られており、人工呼吸器使用
患者では施行困難なこともある。今回、簡便かつベッドサイドで測定可能
な上腕皮下脂肪厚測定の臨床的意義について検討した。【対象】当院で診
療しているDMD患者 22 名（年齢 24.4±10.7 歳，人工呼吸器なし 9名，
NPPV5 名，TPPV8 名）。【方法】H24 年，H25 年に上腕皮下脂肪厚，上腕
周囲長測定を行い、下記項目との相関について検討した。（1）体重増減率
（H24 年～H25 年，n＝16）（2）血液検査（H25 年度，n＝22 : Alb，T�cho，
TG，ChE，Hb，CRP，BNP）（3）腹部 CT（臍部）画像解析による腹部皮
下脂肪面積，内臓脂肪面積（H25 年度，n＝22）【結果】（1）上腕皮下脂肪厚
増減率は体重増減率と正の相関を示した（p＝0.0016）。推定上腕筋面積増
減率は体重増減率と相関はなかった。（2）上腕皮下脂肪厚はTG値と正の
相関を示した（p＝0.025）。その他の項目では相関はなかった。（3）上腕皮
下脂肪厚は腹部皮下脂肪面積（p＜0.0001），内蔵脂肪面積（p＝0.0021）と
正の相関を示した。【結論】DMD患者における上腕皮下脂肪厚の経時的測
定は、栄養指標の一つとなりうると考えられた。

O-50-5 国立病院機構療育指導室における筋ジストロ
フィー患者への進路支援

○
やまざき としひろ

山崎 利紘1、木村 早希1、木下 智美2、木明 香子1、小池 亨1

NHO 下志津病院 療育指導室1、NHO 箱根病院2

【はじめに】筋ジストロフィー病棟に入院中の高校生の患者への進路支援
として、木下ら（2013）の研究では、1．学校との定期的な情報交換 2．入
院継続に向けての療育活動の体験 3．患者への進路に関する選択肢の提示
を導き出した。また、八幡（2009）は将来のことを自己選択・決定できる
よう支援していく必要があると述べている。【目的】患者が目的を持って、
主体的に自己の進路を選択・決定できるよう支援を組み立て実践し、そ
の効果について検討する。【方法】対象者：筋ジストロフィー病棟に医療
型障害児入所支援で入院中の高校 3年生の患者支援内容：1．進路に関す
る選択肢の提示 2．入院継続に向けての療育活動の体験 3．学校との定期
的な情報交換 4．個々に沿った支援【結果】進路に関する講話会を実施し
たところ、自己を見つめ直す発言が聞かれた。また、療育活動の体験を実
施したところ、卒業後の生活のイメージを描きやすくなった。さらに、学
校とも共通理解の下、連携した支援を図ったことにより、進学先を患者自
身が選択・決定するに至った。その後、具体的な将来の目標を考える時間
を設定し支援したことで、卒業後や将来の目標を具体的に見据える発言
が聞かれ、最終面談では支援前よりも具体的で長期的な見通しを持つこ
とができた。【考察】患者が主体的に進路を選択・決定できるよう支援を
組み立て実践したことにより、患者が進路に対して積極的に考えること
につながった。疾患を抱え、将来の不安がある中でも、将来の目標を考え
る時間を設定し支援したことは、患者の成長を促すきっかけとなり、患者
自身の意識の変化が見られた。今後も患者が自己の将来について考えら
れる一助として継続していきたい。
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O-50-6 非侵襲的陽圧換気療法を必要としない30歳
のDuchenne 型筋ジストロフィーの1例

○
たていし たかゆき

立石 貴之、小林 庸子
国立精神・神経医療研究センター病院 身体リハビリテーション科

【目的】：非侵襲的陽圧換気療法（以下NPPV）を必要としない 30 歳の
DMD患者を経験したので、今までの経過を報告し、呼吸機能を維持でき
た要因について考察する。
【症例】：30 歳、男性。内服歴：21 歳時より、α・β遮断薬、ACE阻害薬
服用開始。現病歴：6歳時、走行が遅く、転倒頻回。当院で筋生検を行い、
DMDと診断。11 歳時、歩行困難となり、車いす使用開始。同時期に装具
による立位訓練開始し、現在も継続中。23 歳時、MLPA法によるジスト
ロフィン遺伝子解析を行い、exson3～4 の重複を確認。6ヶ月ごとに睡眠
時呼吸モニターによる SpO2・PtcCO2 を測定し、自覚症状がないことを
踏まえ、夜間のNPPVは現在も不要。身体所見は、座位保持可能。脊柱ア
ライメントはCobb 角 20.6 度、胸椎後彎角 2.0 度、腰椎前彎角 2.6 度。関
節可動域は足関節背屈（�10��10）。筋力は足関節底屈（2�2）、体幹伸展
（1）。検査所見はCK257U�L、PaCO248.5Torr、肺活量 1300ml、最大呼気
流速 310L�min、舌咽頭呼吸による最大強制吸気量 2350ml、LVEF61.1％。
ご本人に研究の主旨を説明し、同意を得た。
【考察】：exon 重複例は軽症な例が多い傾向にあると言われており、本症
例も運動機能、呼吸機能ともに非常に良好である。呼吸筋障害の進行その
ものが軽度であること、さらに Jansen ら（2013）の「DMDでもNo Use
is Disuse はある」との報告を踏まえると、座位保持が可能であるため、車
いす上での姿勢変換能力が良好で、呼吸に関連する姿勢保持筋のDisuse
が日常的に予防できていたことが呼吸機能に良い影響を与えていたと考
える。

O-50-7 意思伝達装置の導入に際し、言語訓練を行った
筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者の一例

○
ち ば やすひろ

千葉 康弘、池澤 真紀、勝澤 香織、里宇 文生、大塚 友吉
NHO 東埼玉病院 リハビリテーション科

【はじめに】筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者は、病期の進行により口頭
表出が困難となり、意思伝達に代償的手段が導入されることが多い。今
回、録音した自分の声を『hearty ladder』上で使用できるソフト『My
Voice』の導入に言語聴覚士（ST）が介入した症例を経験したので報告す
る。【症例】61 歳女性。X年上下肢筋力低下で発症。X＋1年にALSと診
断確定。現在ADL全介助。右手でエアバック式スイッチ使用可。NPPV
24 時間使用。病期の進行を悲観していたが、上記ソフトの存在を知り作業
療法士へ導入を希望。【経過】声の録音のため、録音日の 5稼働日前に評
価・訓練目的で ST処方あり。ST評価にて、口頭でのやり取りは概ね可
能、発話明瞭度 2～2.5�5、発話自然度 3�5、口腔器官の運動範囲は概ね保
たれていたが速度は低下し、発声持続時間は約 2秒で 2語文程度の表出
が可能であった。録音に必要な単音節は、母音に［k］付加、�s，r�→
［t］、�n，m�→［b］、�h�→［k］の置換等が認められた。STは口形模倣、
発声タイミング、聴覚的注意喚起等訓練を実施。初回は、復唱にて 50
音清音が 14�46（＋）であったが、録音時には最良で 40�46（＋）となっ
た。録音時、症例より前向きな発言も認められた。【考察】短期間で構音
に改善が認められたことから、ST介入により、残存する発声・構音機能
を活用しより良好な音声で録音が可能となり、精神面の支援もできたと
考えられた。また、構音への注意が向上したことで、日常コミュニケー
ションの向上にも繋がったと考えられた。

O-51-1 医師事務作業補助者の育成手順への取り組み
について

○
まるやま

丸山 こずえ1、植松 裕2、税所 幸一郎3

NHO 都城病院 医療情報管理部副部長1、NHO 都城病院 事務部長2、
NHO 都城病院 副院長3

【はじめに】
当院は 15 診療科、一般病棟 307 床で、2009 年 4 月より医師事務作業補助
者体制加算 25 対 1 を取得、2013 年 4 月より 20 対 1 となった。
【目的】
医師事務作業補助者（以下：MA）の育成は、施設基準に伴う履修項目を
実施するというものであり、継続した研修は行われていなかった。MA
の資質を上げるため、認定試験に向けた教育プログラムを立て、基礎知識
を持つ職員を配置することで病院の質評価に繋がり、業務全体の運用効
率を図る。また 2014 年度診療報酬改定により 80％以上の病棟又は外来
配置が評価されるため、生涯教育を充実させ臨床現場に則した人材の配
置を行う。
【方法】
1）MA業務を把握し院内運用に沿ったマニュアルを構築する。
2）生涯教育プログラムを構築し医学知識や専門分野の内容を充実させ
る。
3）業務の空き時間等を活用しワンタイム eラーニングで基礎を習得す
る。
4）定期的に能力の確認を行う。
5）MAの認定試験を受験する。
【結果】
教育プログラムの設定により認定試験合格者数は 2009 年当初 0名が
2013 年には 9名となった。主な業務内容は 1日 1人あたり、診療情報提供
書 4件、診断書 3件、サマリ下書き 2件、各種オーダ入力代行、病棟回診
補助など医師の業務を幅広くサポートすることができた。また、全員が病
棟または外来配置が可能な資質を持ち合わせることができた。
【まとめ】
教育プログラムの実施において、対象職員のスキルの差は明らかであっ
た。またMAの業務としない内容や病院ルールを外れた行為が認識でき
ていなかった。規定の研修では充分な効果は得られないため、生涯研修を
通して日々学習し、部署を確立しても放置せず、管理監督者を置き、教育
指導を継続していくことが大切である。

O-51-2 医師事務作業補助者 院内における配置と管
理について

○
くりはら ゆ か

栗原 結香、新家 陽子、原田 桂子、土居 有由美、水本 文美、
田辺 久美子、神内 早紀、原山 佳奈、千原 美奈、上野 詩織

NHO 福山医療センター 統括診療部

＜緒言＞勤務医の過重労働軽減を目的として、平成 20 年医師事務作業補
助者が設立された。当院において平成 23 年 7 月、10 名の医師事務作業補
助者（以下DA）からスタートし平成 25 年 2 月現在 31 名と増員してい
る。必要資格や業務内容が不透明な中、医師や他部署からの協力を得て、
徐々に業務拡大し増員に至っている。そして業務拡大や増員に伴って
DAの配置や管理の方法の問題も浮き彫りになってきたので現状と課題
について報告する。＜現状と課題＞当院では 10 科の診療科（病棟担当も
含）に 1～6名を配置し各科のリーダーを置いて、自科の業務拡大と体制
を整えるようにしている。DA経験者としての募集は皆無状態であった
が、志高い方の採用の甲斐あって早い段階で病院に慣れて頂くことはで
きた。しかしこの辺りから各自のスキルの差が生じるようになり、各科の
業務にも差が出てくるようになった。その他、各自のモチベーションを下
げないように、雇用の安定確保ができるように、問題は大きく病院経営ま
での域に達することは過言ではなくなっている。＜結語＞DA配置と管
理について報告した。
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O-51-3 事務職員から見た診療情報管理士の役割とは

○
たけうち のぶひろ

竹内 亘弘、岡本 隆志、塚本 香代美、郷田 紀恵、槇 裕美、
上田 和生、山田 輝彦

NHO 東広島医療センター 事務部 企画課

【現状】平成 24 年度より診療情報管理士俸給表が新設され、専門職種とし
て、名実ともに事務職員とは異なる役割を期待されている診療情報管理
士であるが、その業務内容は病院によりかなりの違いがあると言わざる
を得ず、当院においても事務職員の指揮下にあることもあり、専門職種と
しての業務等が行えていない。【考察】当院が現在進めている組織、人員
を含めた診療情報管理士業務の改革を紹介するとともに、事務職員では
ない診療情報管理士として今後担うべき業務、意識はどういったことな
のか、自身の意見をお話ししたい。

O-51-4 変革期においてスピード感溢れる業務を遂行
するために

○
う ざ わ まさゆき

鵜澤 真之1、石黒 博2、横山 修司1、松岡 正尚1、近藤 享繁3、
小野 拓也3、渕上 徳博3

NHO 広島西医療センター 事務部 管理課1、
NHO 広島西医療センター 事務部長2、
NHO 広島西医療センター 事務部 企画課3

【はじめに】「整理」とは「要らないものを処分すること」であり、「整頓」
とは「欲しいものがいつでも取り出せること」である。業務を引継いだも
のの、必要な資料がどこにあるかわからない、一覧表がない、結果一から
作成しなければならないといった苦い経験は誰もがあると思います。過
去の資料を探す、データを受け渡す等の時間を最小限に圧縮し、取り組ま
ないといけない業務の時間を最大化する。貴重な人的資源を最大限活
用・発展させるために、必要な取り組みではないだろうか。全国国立病院
事務長会で作成された事務職員育成プログラム～求められる事務職員
像～に基づき具体的な取り組みを行いました。【目的】広島西医療セン
ターで働く事務職員が、継続的に与えられた業務を効率的に正確に深く
実行できるために、短期間で高く成長できる環境づくりを目指す。【取り
組み】5S活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の中でも特に整理・整頓
に着目し、手段の一つとしてファイルサーバを導入しました。事務部の情
報を将来に渡って整理・管理するために、班長・係長全員で話し合いま
した。そして、部長・課長を交え決定したことは、ファイルサーバ上で各
自の業務管理をすること、データ整理の仕方は項目別から年度別に統一
すること、職位・所属別にアクセス制限をかけること、各課及び事務部の
共有フォルダを作成し、情報共有することです。【まとめ】整理・整頓は
日々取り組まなければならない重要な業務の一つです。職位に応じて必
要な情報をいつでも取り出せる状態を確保・継続することによって、職
員が仕事を遂行しやすい環境を構築することになり、個人の力を十分に
発揮できるようになると思います。

O-51-5 副看護師長を育てる～幹部看護師任用候補者
選考研修から昇任まで～『事務部門の管理者と
して継続教育への関わり』

○
うちたに こういち

内谷 公一
NHO 大阪南医療センター 企画課

【はじめに】副看護師長は看護師長への昇任、退職、出産からの育児休業
など、毎年、適任者を確保する必要があり、組織的・計画的に育成する取
り組みが必須となっている。また、看護部の中間管理者として、管理的視
点を身につけてから昇任することが病棟運営上のぞましく、病院をあげ
て育成に取り組む必要がある。【取り組み】当センター 4年目、課長とし
て、看護部長室と一体で、幹部看護師任用候補者選考研修の講義から、模
擬試験の作成・解説、模擬面接の実施・解説を中心とした直前強化ゼミ
まで、多くの合格者を出すために徹底的に取り組んだ。ゼミは、選考日の
1ヶ月前から時間外に自由参加制で実施し、模擬試験を重ね、さらに試験
結果の解説を積み重ねることにより、研修者に競争意識をうえつけなが
ら、みんなで学ぶという一体感を熟成させてきた。さらに直前 2週間は模
擬面接も複数回実施し、幹部看護師としての心構えを十分身につけさせ、
自信をもって選考に臨む形をつくってきた。【結果】ゼミを通して、研修
生が日々成長していく姿、まさに目の輝きが違ってくる様子がひしひし
と伝わり、その成果が、3年連続 70％以上の合格率達成に繋がったと考え
ている。この 3年間で合格者 34 名、その中から 14 名が既に副看護師長に
昇任している。また、合格してからも、昇任に向けて労務管理・経営管
理・医療安全管理・人材育成などの研修を実施し、その講師として、継続
教育に関わり続けている。【考察】他部門との連携を大切にし、管理的視
点で出来事を捉えられるようになり、副看護師長として成長していく姿
をみることは実に達成感を感じる。今後も合格率 100％の達成を目指し
て邁進したい。

O-51-6 Good Professional 表彰制度～360度評価
制度の導入について～

○
いちかわ まさひろ

市川 正洋、鄭 東孝、千田 昌之、岡村 眞喜子、石川 展子
NHO 東京医療センター 事務部 管理課

【目的】他職種間のコミュニケーションの活性化、職務に対する意欲向上、
他職種同士の円滑な連携、より質の高い医療サービスの提供、患者満足度
の向上を目指す。【投票】1人 3票の投票権を持つ（常勤職員・非常勤職員
のみ）ただし、職場長には被投票権はない。各職員は随時、自分職種以外
の職種の「医療サービス職に就く者として規範的な行動」に対して 1票投
票する。同職種への票は無効とする。職種とは「医療一」「医療二」「医療三」
「事務 その他」の 4つとする。投票カードには、規範的な行動として感
じた点を具体的に記載する。誹謗中傷のコメントは無効票とする。各職員
は期限までに 3票全てを投票し終えることとする。但し、同一人物に複数
票入れることは不可とする。投票ポストは院内に 5箇所設置する。【中間
フォロー】毎月 1回、規範的行動をメール等で公表する。【表彰】投票の
多かった職員を職種別に表彰式を行い、表彰する。表彰された職員は「東
京医療センター便り」にチーム医療に関するテーマでコメントを記載し
てもらう。【フィードバック】得票者に入った票のコピーをフィードバッ
クする。
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O-52-1 債務者リスクに合わせた個別支払い相談によ
る患者未収金抑制と回収の取り組み

○
さいとう と も じ

斎藤 知二、高橋 礼幸
NHO 栃木医療センター 企画課 経営企画室

【背景】未収金問題は医療機関にとって非常に頭の痛い問題である。平成
17 年に四病院団体協議会が行った調査によると、加入約 3,270 病院にお
ける累積未収金額は 1年間で 219 億円あると報告されており、国立病院
機構においても平成 25 年 7 月末現在の不良債権相当額は法人全体で約
27 億円あることからも、設立母体の如何を問わず、医療機関にとって避け
ては通れない課題の一つである。また、今後の社会情勢を見ると、即効性
のある制度的援護はあまり期待できず、一方で消費税増税や年金の減額
等、家計にとってはマイナス要因となりかねない状況もあることから、今
後、患者未収金の発生リスクは、より高まる可能性がある。【目的】未収
金の発生を抑制し、かつ発生以後の回収に寄与する為に、退院時等の債務
者とのヒアリングを主体とした、医療機関が自前で行える患者未収金対
策を試みた。【取り組み】入院中及び退院時において、債務者等との支払
い相談を行い、個々の債務者リスクに合わせた取り組みを行った結果、効
果のあった取り組み事例を発表する。【考察】債務者に対するヒアリング
を行い、かつ個々の債務者リスクに合わせた取り組みを、平成 24 年度後
期より行った結果、栃木医療センターの滞留債権額は、平成 23 年度末は
約 2,000 万円あったが、24 年度末は約 1,500 万円と減少し、平成 25 年度末
は約 1,200 万円以下となる見込みである。個々のケースにより効果は異な
るが、比較的即効性がある対応である為、是非他施設でも参考にして頂き
たい。

O-52-2 未収金の新たな管理方法への試み

○
ひ ら い だ い き

平井 大喜
NHO 山口宇部医療センター 企画課

現在、当センターではエクセルを利用し、債権の管理を行っているが、
債務者の数が増えるにつれ管理が煩雑になってきている。また数ヶ月に
渡り支払のない債権が複数発覚するなど、請求から長期間が過ぎた債権
を把握することが困難な状態であるため、新たな債権管理方法を模索し、
実践することにした。

今回の試みの目的は
1，より容易な債権管理方法への転換
2，長期間に渡って支払のない債権をなくす
3，債権残高の把握
上記の三点である。

目的を達成させる方法だが、現在は債務者ごとにエクセルのシートを
作成し処理を行っているために管理が複雑になっている。そこで全ての
債権及び入金を単一のファイルで管理するデータベース化を行うこと
で、より簡単に債権の管理及び把握ができると思われる。そのデータベー
ス化するための方法だが、現存のエクセルで管理すると膨大なデータ量
から動作が遅くなることが予測されるため、外部ツールをプログラミン
グにて作成しCSV形式のファイルにてデータをまとめる。CSV形式の
ファイルは構造が単純なため、データの編集抽出が容易であるとともに、
エクセルとの親和性も高い。また必要に応じて外部ツールを自ら作成す
ることによる拡張性もあるため、様々な用途に使用することも可能であ
る。
これらのことを実施した結果、どのように業務が改善されたかを記録

し報告する。

O-52-3 退院前・退院後面談とコンビニ支払いの成果

○
え の き みどり

榎木 翠、竹之下 ゆかり、谷口 幸代、亀之園 照彦、植松 裕
NHO 都城病院 事務部 企画課

はじめに：昨今、アベノミクスや公共工事等の増加などにより、経済は上
向きに好景気に向かっているといわれているが、医療費の支払いが出来
ない患者さんは少なくない。そこで、当院は収納未済発生前の対応が出来
ないのか、また、退院後身近なところでの支払いが出来ないかを検討した
取り組んだことを発表する。対応策：退院前の患者さんから支払いにか
かる相談があれば積極的に応対する。また、必要があればMSW等の介入
を依頼し、医療費援助制度をフルに活用するように努めた。自宅から病院
まで遠方であり、近くに金融機関が無い等により支払いが滞る方のため
にコンビニでの支払いシステムを導入した。督促についてはチームを作
り、電話督促、郵便督促、出張督促に積極的に取り組んだ。特に、出張督
促では家屋の写真等を撮り、後日、委員会の中で支払い督促制度の適用を
行えるのか、否かを多職種にて検討を行った。また、見落としがちである、
高額療養費適用者の自治体からの支払いが延滞している場合には、直接、
自治体へ出向き納期の確定を行った。このような日々の取り組みについ
ての効果などを発表したい。

O-52-4 省エネルギー支援業務委託の取り組みと成果
について

○
き ど しんたろう

城戸 慎太郎、久保田 敦、町田 克実、小澤 豊明、徳永 克之、
小泉 重利、片瀬 忠由

NHO 信州上田医療センター 企画課

【目的】信州上田医療センターにおいて平成 25 年 11 月から（株）テクノ
工営に委託契約している、省エネルギー支援業務の手法や成果について
報告する。
【方法】まず、省エネ実施における病院側の負担が無いことや省エネ削減
額の折半を行うという本契約の概要と特徴、そして当院の施設概要や導
入した背景（経営再建中であり省エネのために自前で設備投資をするこ
とが難しいこと）について説明する。次に、これまでに実施した省エネ手
法である、冷熱源及び温熱源設備の温水設定温度変更や外調機及び空調
機の外気量見直しと排気ファンの風量調整等の取り組みについて説明す
る。
【成績】これまでに実施した省エネ手法について、電気・重油・ガス・上
下水道について過去 3ヶ年の使用量データと比較することで検証し、そ
の結果を報告する。
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O-52-5 後発医薬品導入が与える経済効果

○
ほんごう ち よ

本郷 知世1、関口 昌利2、山口 正和3、加藤 一郎1、杉浦 信之1、
増田 政久1

NHO 千葉医療センター 薬剤科1、NHO 下志津病院2、
NHO さいがた医療センター3

【目的】平成 25 年 4 月に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロード
マップ」を策定され、「平成 30 年 3 月末までに、後発医薬品の数量シェア
を 60％以上にする」という目標が設定された。当院では、平成 25 年度、
179 品目の後発医薬品の導入を行った。今回は、後発医薬品導入による経
済効果について報告する。【方法】当院の後発医薬品選定マニュアルに従
い、後発医薬品の選定し、採用品目を決定した。変更期間は、平成 25
年 10 月から平成 26 年 3 月の 6ヵ月間であり、今回対象の後発医薬品導
入前の平成 24 年度、後発医薬品導入期間を含む平成 25 年度、後発医薬品
変更期間の、品目割合、後発品比金額率、全数量後発品比率を算出し比較
した。【結果】平成 24 年度と平成 25 年度を比較すると、後発医薬品品目
割合 11.4％、後発医薬品購入金額比率 3.7％、全数量後発品比率 9.6％増加
した。後発医薬品採用品目数割合が 20％を超え、後発医薬品使用体制加
算 2の算定が可能となった。購入金額については平成 24 年度より平成 25
年度の方が高額であった。【考察】平成 25 年度の方が、平成 24 年度より
医薬品購入金額が高額であった理由としては、高額である新薬の導入が
考えられる。今後もこの状況は継続することが推測される。そのような
中、医薬品購入費軽減のためにも後発医薬品の導入は必要である。平成 26
年度診療報酬改定ではDPC制度関連部分において、機能評価係数 2に後
発医薬品の使用の評価として後発医薬品係数が追加された。平成 25 年 10
月から平成 26 年 3 月の 6ヵ月間の後発医薬品の数量シェアを算出する
と 60％を超え、条件を満たす。継時的にこの状態を維持することで、今
後も、病院の経営に貢献することができると考えられる。

O-52-6 物流の見直しによる効果とその後の取り組み
について

○
う え だ ま り こ

上田 真理子、植松 裕、亀之園 照彦
NHO 都城病院 事務部 企画課

【はじめに】・当院は、地域がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院、地
域周産期母子医療センターの機能を付与され、がん疾患、周産期・新生児
医療を中心に地域への医療を提供している。平成 25 年度決算では経常収
支率 107.7％であり、キャッシュフローも年々預託金が増えている状況で
ある。しかしながら、材料費比率は 33.3％という状況であり、今後、安定
した経営基盤を確立する上でも、材料費の抑制が求められるところであ
る。【対応策】・材料費が高い要因として、医薬品費が高いことにあるが、
地域がん診療連携拠点病院であり、多くのがん疾患の患者さんの診療を
行う上で必要なものである。また、血液疾患の患者も多く、高額な医薬品
を使用することから材料費を押し上げる一因となっている。そこで、当院
として医療用消耗品等の物流を根本から見直し、材料費の抑制に向けた
取り組みを行った。SPD契約の見直しによる、定数の見直しと費消管理の
徹底である。また、無理、ムダ、ムラの在庫が無いように不定期に現場に
出向き、在庫の状況を抜き打ち的に確認した。【効果】削減額 5,700 千円
【今後の取り組み】・今後の取り組みとして、SPD契約を行っている病院
間の共同購入を行うことにより、よりスケールメリットを期待できるも
のと思っている。

O-53-1 臨床研究推進に向けた関信地区国立病院薬剤
師会の取組みについて

○
こんどう な お き

近藤 直樹1,2、高橋 郷1,2、濃沼 政美3、太田 貴洋2、川崎 敏克2、
大橋 養賢1,2、森 達也1,2、工藤 浩史1,2、小林 明信2、川澄 賢司2、
谷 健太郎2、軍司 剛宏2、野村 久祥2、久保田 篤司1,2、
横手 信昭2、佐橋 幸子2、齊藤 真一郎2、鈴木 義彦1

NHO 東京医療センター 薬剤科1、関信地区国立病院薬剤師会2、
帝京平成大学 薬学部 薬学科 医薬品安全性評価学3

病棟薬剤業務や外来薬剤業務等を通して、薬剤師が薬物療法における重
要な場面に参画する機会が増加することに伴い、今後、質の高い医療薬学
の実践と研究が求められ、医師とは違う薬剤師の視点からのエビデンス
の発信や薬物療法の科学性を評価する役割を果たすことが期待されてい
る。この期待に応えるためには、薬剤師が現状のように発信されたエビデ
ンスを活用するだけではなく、自らが主導又は医師等と共同で臨床研究
を行い、エビデンスの構築や、最善の薬物療法についての情報発信を行う
ことが重要と考えている。そこで、関信地区国立病院薬剤師会では、平成
25 年度より医療薬学領域の臨床研究を企画、実施できる土壌を活性化さ
せ、当会のネットワークとスケールメリットを活かした薬剤師主導の共
同研究を助成する制度の設立、臨床研究の基本を習得するための研修会
を企画し、開催した。研究助成制度に関しては、平成 25、26 年度のいず
れも 2課題の申請がなされ、両年度とも各 1課題の研究助成を行った。ま
た、研修会の開催については、平成 25 年度には、「倫理」「研究計画の立案
法」「統計演習」というプログラムで講義研修を行った。参加者へのアン
ケート調査の結果、20、30 歳代の若い薬剤師の参加者が多く、学会発表の
経験はあるものの、論文投稿の経験が少なかった。講義内容のレベルにつ
いては、決して高いものではなかったと考えるが、統計に関する理解を得
るには、継続性のある研修会の開催が必要と考えた。以上のとおり、当会
では、近い将来、臨床研究のノウハウを取得した薬剤師が、臨床研究を通
してエビデンスを創成し、さらに医療に貢献できるよう今後も活動を
行っていきたい。

O-53-2 がん治療における薬剤師外来の現状と評価

○
の ざ き み き

野崎 美紀、小川 喜通、長島 悟史、市場 泰全
NHO 呉医療センター 薬剤科

【はじめに】外来がん治療患者においては、様々な副作用症状についてセ
ルフメディケーションの実施が重要であるが、限られた診察時間におい
て、自宅での症状全てを医師が聴取することは困難である。そこで当院で
は、薬剤師外来を『おくすり外来』として開設したので現状を報告する。
【方法】おくすり外来の現状について、依頼医師と、患者を対象に以下の
項目についてアンケートを実施した。医師：役に立っている事例、診察時
間の短縮、おくすり外来の有用度（VASスケールにて）等、患者：おく
すり外来で相談できたこと、薬剤師の説明は理解できたか等。
【結果】おくすり外来の対象診療科は 6診療科で、平均 200 件�月実施して
いる。アンケートの回答人数は医師 15 名、患者 211 名であった。医師向
けアンケートより、おくすり外来において、コンプライアンスの確認、薬
物相互作用の確認、副作用の詳細なチェックが特に役に立っているとの
回答が多かった。また、7名の医師が診察時間の短縮につながっていると
回答した。おくすり外来の有用度については、中央値で 100 点中 85 点で
あった。患者向けアンケートにおいては、副作用や薬の作用、飲み方など、
薬剤に関する項目について高い評価であった。
【考察】おくすり外来により、医師の診察前に副作用の確認や他院処方薬
の把握、薬剤相互作用の確認によって、より安全な薬物治療の提供が可能
となった。また、アンケート結果においても高い評価が得られており、お
くすり外来の有用性が認められたと考える。今後も対象診療科を拡大し
て、さらなる外来がん化学療法への寄与を充実していきたい。
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O-53-3 病棟薬剤業務のアウトカム評価と課題の検
討―医師・看護師アンケート調査結果より―

○
こ ぞ の あ き

小園 亜希1、千場 美奈1、山部 美千子1、竹内 小百合1、
浦本 邦弘1、中川 義浩1、水町 純一2、花田 聖典3

NHO 熊本再春荘病院 薬剤科1、国立療養所菊池恵楓園 薬剤科2、
NHO 長崎医療センター 薬剤科3

【目的】医師・看護師が病棟薬剤業務の有用性とチーム医療に対する有益
性を評価し、今後の課題を明確することで、さらなる医療安全の推進と医
療スタッフの負担軽減の為、医師・看護師にアンケート調査を実施した。
【方法】対象は病棟専任薬剤師を配置した病棟の医師 17 名と看護師 81
名で、＜薬剤師による病棟薬剤業務が有用であるか＞、＜チーム医療の推
進につながるのか＞について、5段階の評点尺度でアンケートを行い、集
計、分析し改善項目を探索した。【結果】回収率は医師 94.44％看護師
96.24％全体 96.08％であった。評点平均値は、医師・看護師とも総合評価
の平均値が高かった。医師は、全項目で満足度の高い 4と 5が 8 割を占め
ていた。看護師は、重点改善分野に、ハイリスク薬説明と管理、TDM
初回投与設計と投与量の提案、副作用の早期発見であった。【考察】総合
評価の平均値が高く、医師・看護師の病棟薬剤業務の評価が高いことが
わかった。医師の 8割以上が満足と回答し、薬物療法への薬剤師の積極的
な関与を求めていると思われた。看護師は、ハイリスク薬投与前詳細説明
やTDM情報を共有できていないと回答があり、情報共有する必要があ
ると思われた。看護師より副作用早期発見の関与に改善が必要、少数医師
に副作用早期発見と対処療法の支援に満足度が低い回答があった。副作
用早期発見は、回診やカンファランスで副作用情報と患者情報を共有し、
患者に副作用の十分な説明が必要であると思われた。この結果を踏まえ、
業務内容の改訂、薬剤師カンファランスで情報を共有し、より充実した病
棟薬剤業務を行い、チーム医療の推進に貢献していきたい。

O-53-4 多職種協働による看護必要度への貢献～病棟
薬剤業務の可能性～

○
いのうえ なおひこ

井上 尚彦、池田 絢、百武 宏志、永田 修、木崎 輝男、
小林 明信、高木 章次

NHO 埼玉病院 薬剤科

【背景・目的】「病棟薬剤業務実施加算」が新設され、2年が経過し、埼玉病
院では持参薬全例鑑別、手術室への薬剤師配置、情報管理体制の強化等を
行ってきた。また、今回の診療報酬改定では急性期病床の機能分化に関し
て「看護必要度」が見直され、薬剤にかかわる項目が注目された。病院か
らの要望もあり、薬剤科では看護部・医事課と協働で病棟薬剤業務の充
実と看護必要度への介入を図ることとした。【方法】看護部・医事科・薬
剤科より「点滴ライン同時 3本以上」、「特定薬剤の使用」に該当する患者
の情報を各々抽出し、照合する。照合した情報を基に、病棟担当薬剤師は
看護師と各病棟のラウンドを行う。【結果】3部門からの情報を活用した病
棟ラウンドにより、看護必要度の薬剤にかかわる部分を補填し、「7対 1
入院基本料」の取得に必要な該当患者割合を 20％程度確保した。また、
病棟薬剤業務のうち「2種以上の薬剤を同時に投与する場合における相互
作用の確認」や「流量又は投与量の計算等の実施」が 1病棟当たり約 6
時間�月（5％）増加した。【考察】3部門による協働と病棟ラウンドは、平
成 26 年度診療報酬改定の基本方針の 1つである「医療従事者の負担軽減
の取り組み」に寄与すると推察される。薬剤師の積極的な介入が要望され
ていた点滴ライン、流量・流速の適合性の評価に加え、配合変化の有無等
をベッドサイドで確認することで、看護師と速やかな協議を行い、医師へ
の共通した認識の提案ができると考える。このような新たな視点での取
り組みは、薬剤師の職能を活かせる可能性を広げると考えられる。

O-53-5 平成26年度の診療報酬改定に対応した持参
薬管理とその影響について

○
おかむら さ き

岡村 早記、尾崎 誠一、高橋 恭平、本田 愛実、阿川 真未、
井上 文仁、村上 輝明、内畠 久美子、奥本 絵美、中村 嘉孝、
山木 和志美、田阪 武志、森近 俊之、小澤 秀弘

NHO 岩国医療センター 薬剤科

【目的】平成 26 年度の診療報酬改定によりDPC算定ルールが見直され、
予定入院患者については入院契機となった傷病治療の持参薬は特段の理
由がない限り使用できなくなった。一方、平成 25 年 4 月には病院薬剤師
会より医薬品安全管理責任者に対して持参薬評価実施について言及され
ている。薬剤師は今年度の診療報酬改定で持参薬管理にさらなる対応が
求められた。今回、利用制限のかかった持参薬について状況に応じて適切
に管理できるシステムを検討し、持参薬使用状況への影響を調査したの
で報告する。【方法】医師は入院の緊急性を判断し、予定入院患者に対し
て持参薬使用指示を出す際は特段の理由コメントを容易に記載できるよ
うに検討した。事前に院外処方などで不適切な持込薬を発生させないよ
うに、薬剤師が持参薬鑑別を実施する際に処方先の医療機関情報をRp
毎に入力することとした。【結果】入院申込オーダーに入院緊急性が判断
される項目が追加され、その情報が「持参薬の鑑別・服用指示」の際に反
映されるシステムが構築された。また、持参薬を利用できる特段の理由に
ついて定型コメントを作成し、コメントの記載により持参薬利用制限を
解除できるシステムが構築された。当該システムを利用した結果、平成 26
年 4 月の持参された薬剤の利用率 78％、持参薬利用薬価額は約 380 万円
となった。前年度の月平均は各 73％、約 350 万円であった。【考察】診療
報酬の改定により持参薬利用状況への影響が懸念されたが、持参薬管理
システムの機能向上と運用管理の改善により、適切な持参薬利用と利用
率の維持が実現できた。今後も適切な持参薬管理のために、当該システム
を利用し、データの蓄積を行いたい。

O-53-6 当院における病棟業務への取り組みと展望

○
す ず き ひろあき

鈴木 博晃、増田 政久、加藤 一郎、野村 理恵、内田 里香、
保田 未奈子、長濱 貴恵

NHO 千葉医療センター 薬剤科

【背景・目的】
平成 24 年度の診療報酬改定により、「病棟薬剤業務実施加算」として薬剤
師による病棟業務が評価されることとなった。国立病院機構全体（144
施設）では 16 施設（11％，平成 24 年度）から 38 施設（26％，平成 25
年度）へ、関東信越ブロック（33 施設）では 3施設（9％，平成 24 年度）
から 10 施設（30％，平成 25 年度）へ同算定を開始した施設が増加してい
る。病棟業務では持参薬確認、無菌調製、副作用への対策、多職種との連
携など多様な業務が必要とされる。国立病院機構千葉医療センター（以下
当院）においても平成 26 年 8 月から同算定を開始するにあたり、薬剤師
としてどのように取り組むべきか検討した。
【対象・方法】
当院では病棟薬剤業務を開始するにあたり、ソフト面・ハード面での充
実化をする必要性から、4名の薬剤師増員と病棟業務の効率化や標準化の
ため株式会社インフォコムによる病棟薬剤業務支援システム（Word
Meister：以下、WM）導入を行った。また、医師や看護師など病棟スタッ
フの業務内容を把握した上で薬剤師の業務内容を整理し、これを基に薬
剤師の人員配置を行った。
【結果・考察】
WMの導入により、病棟業務の時間管理だけでなく業務内容の記録、処方
確認ができるようになった。病棟業務を行う上では、薬剤師として収集し
た情報や判断した内容等を電子カルテに記載することも重要だろう。
WMによる記録は薬剤科内でのみ閲覧可能なので、WMと電子カルテと
を連携させることでカルテ記載できるようにし、他の医療スタッフも閲
覧可能にすることが必要と考える。これにより薬剤師としての見地を多
職種と共有し、治療に貢献できるのではないだろうか。
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O-53-7 インスリン注入器「フレックスタッチ」の使用
感に関する調査

○
さ こ え み

佐子 詠美1、堀沢 知世1、石川 未奈子1、市野 貴信1、
犬飼 直也1、奥田 昌也2、後藤 浩之2、田中 崇2、田中 剛史2、
山本 初実3

NHO 三重中央医療センター 薬剤部1、NHO 三重中央医療センター 内科2、
NHO 三重中央医療センター 臨床研究部3

【はじめに】新しいインスリン注入器「フレックスタッチ」の使用感につ
いて、アンケート調査を実施した。【対象・方法】当院糖尿病外来に通院
中の糖尿病患者において同意取得の上、（1）ノボラピッド注フレックスペ
ン（ノボ・ノルディスク社、以下ノ社）からノボラピッド注フレックス
タッチ（ノ社）に切り替えた患者について、レトロスペクティブに使用感
をアンケート調査、（2）ランタス注ソロスター（サノフィ・アヴェンティ
ス社）を使用中の患者に、ランタス継続群とトレシーバ注フレックスタッ
チ（ノ社）に無作為に割り付け、2か月後に使用感のアンケート調査（10
項目、1～5点評価）を行い、投与薬を変更（クロスオーバー）後、2か月
後に再度アンケートを実施した。統計学的検討は t検定を用い、5％の危
険率で有意とした。【結果】（1）アンケート回収数 19 例（回収率 35％）、
「単位設定の数字の見やすさ」、「注入ボタンの押しやすさ」、「注入後の操
作音の分かりやすさ」の各項目において、「やや良くなった」および「良
くなった」が 50％を超えており、全体的な使いやすさも「使いやすくなっ
た」が 63％を占めた。（2）全症例は 23 例。ソロスターとの比較で「単位
表示の見やすさ」、「単位設定のしやすさ」、「注入時の安定感」、「注入終了
確認のしやすさ」および総合評価においてフレックスタッチの方が有意
に高得点であった。【結論】フレックスタッチはフレックスペン、ソロス
ターより使用感に優れている。

O-53-8 入院患者における麻薬自己管理の現状と課題

○
はやし しゅんご

林 俊吾1、武智 宣佳2、山崎 富士子3、増田 都子4、中村 孝佑5、
綱本 優美5、東 裕美子6、八本 聖秀6、形部 文寛7、八本 久仁子1

NHO 柳井医療センター 薬剤科1、NHO 四国がんセンター 薬剤科2、
NHO 山口宇部医療センター 薬剤科3、NHO 東徳島医療センター 薬剤科4、
NHO 岡山医療センター 薬剤科5、NHO 広島西医療センター 薬剤科6、
NHO 東広島医療センター 薬剤科7

【目的】2013 年に既存の麻薬では対応できない突出痛に対し速放性オピオ
イド（以後、ROO製剤）が、2剤発売された。しかし、入院患者の麻薬は
すべて看護師管理であることが多く、突出痛にあっても投与までに時間
を要し十分な鎮痛効果が得られない可能性があると考えられる。そこで、
中国四国地区国立病院薬剤師会緩和ケア研究会（以後、当研究会）では、
入院患者の麻薬自己管理について現状調査を行い、課題を抽出した。
【方法】当研究会では、入院患者における麻薬自己管理についてアンケー
トを作成し、2014 年 3 月に中国四国地区国立病院機構 26 施設宛にメール
配信して麻薬自己管理の現状や課題、マニュアルの有無、ROO製剤の採
用等を調査した。
【結果】26 施設中 21 施設の回答が得られた。入院患者の麻薬自己管理を
「開始している」又は「開始する予定がある」のは 7施設、「開始する予定
がない」のは 14 施設であった。入院患者の麻薬自己管理が「必要」と回
答したのは 15 施設、「どちらともいえない」が 5施設、無回答が 1施設で
あった。ROO製剤の「採用」又は「採用予定がある」のは 11 施設で約半
数を占めた。
【考察】回答を得られた施設の約 7割から入院患者の麻薬自己管理が「必
要である」との回答が得られた。その理由として、患者の要望、レスキュー
投与の迅速化、アドヒアランスの向上等が挙げられた。しかし、麻薬事故、
患者の管理能力等のリスクから、実際に「開始する予定がない」のが半数
以上であった。以上から、自己管理患者選択の基準、麻薬事故対策・対応
のためのマニュアル作成の必要性が示唆された。

O-54-1 全身麻酔中の経口での胃管挿入を安全かつ容
易に！―NO�BITE Vの紹介―

○
お お た けんしゅ

太田 権守、石崎 剛、大塚 遥子、松本 知之、竹田 清
NHO 大阪南医療センター 麻酔科

（はじめに）
NO�BITE V（ノーバイト ファイブと発音；以下NB）は、口腔内吸引用
のデバイスである。先端部の深さや挿入角度を調節することで、チューブ
先端を食道内に誘導することも可能である。NBを通してカテーテルを進
めた時の力は直接チューブ先端に伝わりやすいため、口腔内でも屈曲し
にくいと考えられる。全身麻酔中の経鼻胃管挿入が困難な症例に対して
NBを使用してみたところ、経口での胃管挿入が簡単にできたので報告す
る。
（症例 1）73 才、女性。身長 150cm、体重 44kg。上行結腸切除術が予定さ
れた。麻酔導入後に 14Fr 経鼻胃管の挿入を 3回試みたが、困難であった。
術中の胃の減圧が目的であったため、NBを使用して経口で胃管挿入を試
みたところ容易に挿入でき、胃内容を吸引できた。NB使用にともなう合
併症は特にみとめなかった。
（症例 2）67 才、男性。身長 157cm、体重 92kg。左鎖骨勧血的整復術を予
定した。麻酔導入後に 16Fr の経鼻胃管挿入を試みたが、困難であり鼻出
血をきたした。NBを使用して経口で胃管挿入を試みたところ、容易に挿
入でき、十分な胃液の吸引が可能であった。NB使用にともなう合併症は
なかった。
（考察）NBを用いることにより、経口での胃管挿入を容易に施行できた症
例を 2例経験した。NBの使用により、従来からの口腔内に指を入れて胃
管を誘導する操作は必要なかった。また症例 2では挿入中に鼻出血が起
こり、それ以上の経鼻での胃管挿入がためらわれたが、NBにより、容易
に経口で胃管留置できた。NBは口腔内吸引だけでなく、胃管留置にも安
全に使用でき、有用であると実感した。
（結語）NBが口腔内吸引に加えて、胃管留置にも有用であった 2症例を経
験した。

O-54-2 経皮的酸素飽和度モニター集団監視装置
SAT�MeSSAGEの送受信障害に関する考察

○
あ べ さ と し

阿部 聖司、和田 将哉、林田 あけみ、今井 一秀、後藤 一也、
菊池 博

NHO 西別府病院 医療機器管理室

【はじめに】
筋ジストロフィー病棟では多数の人工呼吸器装着患者が管理されてお
り、病室の個室化が進む中、ベッドサイドの酸素飽和度（SpO2）モニター
と中央監視装置による管理が一般的となっている。一方で、療養介護の場
として様々な家電製品、通信機器が使用されることも多く監視装置の送
受信への影響は考慮されなければならない。今回、当院筋ジス病棟でワイ
ヤレス機器により生じた中央監視システムの送受信障害を経験したので
報告する。
【結果】
当院使用の監視システムは SAT�MeSSAGE（コヴィディエンジャパン）。
40 人の SpO2を監視し、病棟内の 4台の中継機を介して無線 LANで通信
されている。2013 年 3 月新病棟で稼働開始、通信障害は発生していなかっ
た。2014 年 5 月、3人～5人の患者画面の画面表示上に“電源、接続不良”
の警報が鳴動、1分ほどでアラーム消失し、元通りになるという現象が繰
り返し発生した。業者立会いの下モニター、中継機、監視システムの障害
を考慮し対応したが改善せず、原因を再検索したところ患者家族が持ち
込んだ受信待機状態のワイヤレススピーカーが障害原因と発生から 3日
目に特定された。該当機器は bluetooth 規格で無線 LANと同様の 2.4GHz
帯域で電波干渉していたものと推定された。
【考察】
当該病棟ではこれまでも様々な家電製品、通信機器が使用されていたが、
監視システムの通信障害は発生していなかったため、原因の特定まで時
間がかかる要因となった。療養介護の場として今後益々ワイヤレス化さ
れた電化製品、通信機器の使用する機会が多くなる事が予想される。機器
の持ち込み、障害発生時の対応など管理体制を早急に構築する必要があ
ると考えた。
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O-54-3 重症心身障害者の骨粗鬆症性骨折リスク予測
におけるWHO骨折リスク評価ツール『FRAX
（R）』の有用性の検討

○
みやかわ け い こ

宮川 慶子1、増山 智子2、三浦 士郎3、山形 仁子4、魚野 浩美4、
石崎 惠子5、吉田 光宏2

NHO 北陸病院 薬剤科1、NHO 北陸病院 医療安全管理室2、
NHO 北陸病院 放射線科3、NHO 北陸病院 看護課4、
NHO 北陸病院 精神科5

【背景・目的】当院過去 5年間の骨折事例の分析より、重症心身者病棟に
おいては、原因不明の骨折の割合が最も多く、病的骨折の可能性あると考
えられた。踵骨QUSによる骨密度測定は毎年実施されているが、測定精
度が低い。そこで、WHO骨折リスク評価ツール『FRAX（R）』の有用性
を検討し、さらに治療開始のカットオフ値を求めることとした。【方法】
QUSにて骨量低下または骨粗鬆症の患者あるいは骨折のあった患者 24
人を、骨折群 11 人と非骨折群 13 人に分け、年齢・体重・BMI・服用薬
（ステロイド、抗てんかん薬など）、FOSTA、FRAXで有意な差がないか
検討した。また、骨折群における骨折前後のFRAXの変化についても調
査した。【結果】骨密度測定を実施した 48 人中 17 人（35.4％）が骨量低下、
7人（14.6％）が骨粗鬆症と判断された。骨折群と非骨折群においては、
年齢（56.1 vs 45.2）と FOSTA（�2.96 vs�0.07）のみ有意差があった。た
だし、FOSTAについては骨粗鬆症治療開始の目安とされる�6.0 未満を満
たしたのは骨折群の 3例のみだった。FRAXは 2群間で有意差はなかっ
たが、骨折群の中央値 3.0％をカットオフ値とし、x2検定を行ったところ、
オッズ比 9（p＝0.019）となった。【考察】重症心身障害者においても、高
齢になるほど骨折リスクは高いが、比較的若年で骨粗鬆症または骨折に
至る割合が多かった。よって、重症心身障害者では一般的に推奨される治
療開始タイミングより早い段階で骨粗鬆症治療を開始する必要があり、
FRAXでは、主要骨折リスク 3％以上が治療開始の目安となることが示
唆された。

O-54-4 補助循環に関するインシデント・アクシデン
トの発生状況について―日本体外循環技術医
学会による全国調査から―

○
た か い こ う じ

高井 浩司1、安野 誠2、吉田 靖3

NHO 名古屋医療センター 臨床工学室1、
群馬県立心臓血管センター 臨床工学課2、
大阪大学医学部附属病院 MEサービス部3

【はじめに】日本体外循環技術医学会（JaSECT）では、体外循環における
安全対策の啓発を目的として、2010 年に人工心肺、2011 年には補助循環
におけるインシデント・アクシデントの調査をアンケート形式で実施し
てきた。今回、継続調査として実施した補助循環に関する集計結果を報告
する。【対象】JaSECTの会員が所属し、人工心肺や補助循環を実施して
いる 552 施設で 2011 年と 2012 年に施行された PCPS、ECMOを対象に
調査を行った。【方法】Microsoft Excel を用いて作成したアンケート用
ファイルを会員ホームページよりダウンロードし、回答後は JaSECT会
員専用メールに添付する回収方法とした。調査期間は 2014 年 1 月 20
日～3月 14 日とした。【結果】回収率は 76.6％（423�552 施設）で、対象
期間に PCPS、ECMOを施行した施設は 382 施設、症例数は 7178 例で
あった。患者影響レベルにかかわらず何らかの事象が発生した割合は
4.0％（288 件�7178 例）で、レベル別の発生率は 0 : 1.3％、1～3a : 2.3％、
3b～5 : 0.5％であった。【考察】今回、調査期間中にインシデント・アクシ
デントを経験しなかったと回答があった施設は 272 施設（71.2％）であっ
た。しかし、補助循環はその性質上、ひとたびトラブルが起きると患者に
与える影響が大きくなることから、臨床工学技士のみならず補助循環に
携わるスタッフが全国でインシデント・アクシデントが高率で発生して
いることを認識することが重要と考える。【結論】アンケートを実施し、
補助循環における現状を把握することができた。

O-54-5 病院間における医療安全相互チェックを経験
して―臨床検査部門が関連した事項につい
て―

○
ひさたか か い ち

久高 果市1、浦田 兼司1、梶原 弘通1、瀬下 明子1、
太田和 秀一1、岩淵 千尋1、平本 研二1、若林 弘1、浅里 功1、
松本 優子2、柴田 久美子3

NHO 東京病院 臨床検査科1、NHO 東京病院 感染管理認定看護師2、
NHO 東京病院 医療安全管理係長3

【はじめに】国立病院機構は機構内における医療安全対策の標準化、質の
向上を図ることを目的に病院間での医療安全相互チェック体制の構築を
検討してきた。平成 25 年度から本格的な病院間での相互チェックを実施
することになり、今回、当院も対象施設として医療安全相互チェックを経
験したので臨床検査部門の対応を中心に報告する。
【実施方法】1．3施設で一つのグループを構成、病院間における医療安全
相互チェック実施要綱に従い実施した。2．他施設からのチェックは医療
安全相互チェックシートを用い、各部門が該当する項目について自己評
価・他者評価（他職種）を行い、チェックを実施する病院へ事前に提出、
当日チェックを受けた。
【結果】優れている事項として 1．検査科内の整理整頓、2．有機溶剤など
の管理、3．各種マニュアルの整備、などが評価された。改善事項として
1．手指消毒の徹底、2．手袋着用や予防衣の使用方法、などが提言された。
また、輸血部門の一部マニュアルの不備（信仰上、輸血を拒否する患者へ
の対応など）や感染性医療廃棄容器の不備、なども改善するよう提言が
あった。
【考察】病院間における医療安全相互チェックで他施設から優れていると
評価を受けることは動機づけとなった。改善事項の提言は、目的・目標が
明確となり臨床検査部門の関連事項は全て改善され、特に以前からの懸
案事項、予算措置が必要な事項、などで改善が図られた。また、病院間の
情報の共有化とともに、施設内では多職種のチームとして活動したこと
で連携強化に繋がった。医療の質向上から医療安全対策を継続して実践、
発展させることは重要であり、医療安全相互チェックの推進は有用と思
われる。

O-54-6 身体抑制における看護職員の行動変容に繋げ
るための取り組み

○
たかはし や え こ

高橋 八重子、新渡 礼子、樋口 裕子、荒井 由美子、
七尾 一枝、大沢 明子、佐野 睦美、小宮 やよい

NHO 相模原病院 看護部

【目的】看護師長として身体抑制（以下抑制）の基本的な考え方を踏まえ、
抑制に対する看護職員の認識と行動変容に繋げる。【方法】期間：平成 25
年 4 月～平成 26 年 6 月 取り組みは、1抑制に対する現状調査 2倫理に
関する事例検討 3身体抑制フローチャートと安全観察記録用紙の改訂 4
教育委員会と連携し、認知症看護に関する講演会開催。5講演会を踏まえ
て各看護単位の取り組み発表・シンポジウム開催。【結果】1．抑制に対す
る現状調査からアセスメントが不足している症例があることがわかっ
た。2．倫理に関する事例検討では、看護職員も「患者の人権」と「安全
の確保」でのジレンマがあることが明確になった。3．安全観察記録用紙
に記録欄を設けることで、経時的な変化がわかりやすくなり、定期的なカ
ンファレンスを開催し代替的な方法を選択するようになった。4．講演会
を受けて各看護単位での認知症看護についての取り組みや抑制に関する
事例が多く出された。【考察】「現場では抑制の弊害を意識しながらも安全
の確保と自らを納得させ、抵抗感を低下させている」と身体拘束ゼロへの
手引き（2001 年厚生労働省）で述べられているように、看護職員も人権尊
重と安全確保という倫理的な矛盾を抱えている。抑制するにあたり、個人
の主観や意識に左右されることがないよう、患者の状況をアセスメント
し統一した判断ができるようにする必要がある。看護師長として、倫理的
視点でカンファレンスができるよう教育・指導をしていくことが重要で
ある。



第 68回国立病院総合医学会 473

O-55-1 院内救急ワークステーション事業の運用と効
果～院内から消防救急隊員が出動する試み～

○
み し ま て つ や

三嶋 哲也、宮本 一男、伊藤 道徳
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 事務部 管理課

【目的】当院が所在している善通寺市の消防本部と連携し、救急救命士の
再教育、患者搬送の増加による救命救急センターの充実、地域における救
命率の向上を図ることを目的として、消防署員が院内に常駐する形の「院
内救急ワークステーション」を設置・運用する。【方法】善通寺市消防本
部は救急隊員を院内救急ワークステーションに派遣し、消防本部救急車
を院内に配備し、救急要請に備えた。院内に常駐している消防署員は患者
の容態が著しく悪化する恐れがあるか又は患者の生命が危険な状態であ
る旨の救急要請を受けた場合は、必要に応じて医師に連絡を行うことと
し、医師が救急現場等において救命治療すべきものと判断した場合は、救
急隊員に必要な指示を行い、医師は救急車に同乗して救急現場等におい
て医療行為を行う形で運用した。【結果】施行期間の 6ヶ月間において、
医師が同乗し救急現場等で医療行為を行ったものは 4症例であった。メ
リットとして救急隊員が院内救急ワークステーションに常駐することに
より常に救急隊員は実習できる環境にあり、救命救急スキルが向上し、よ
り適切な救命処置が可能となった。また、当院医師・看護師等も消防本部
から院内救急ワークステーションに常駐している救急隊員に伝えられる
救急要請を第一次情報として同時に得ることにより、搬送される患者の
受入準備が時間を持って行え、搬送中の救急隊員から伝えられる第二次
情報により、さらに受入体制を充実できるものとなった。課題としては、
消防本部においては、常駐させることでの火災時の出動の遅滞、当院側に
おいては、重篤患者への対応等で同乗できない状況となることもあり、同
乗する医師の確保が挙げられる。

O-55-2 ドクターカー事業開始による効果及び効率的
運用

○
はぎわら たかし

萩原 隆、吉田 篤門
NHO 高崎総合医療センター 事務部 企画課

当センターは、2013 年（平成 25 年）9月から、ドクターカー事業を開始
した。
1 ドクターカー事業の目的
ドクターカーは、緊急自動車（サイレン・赤色灯装備）で、救急隊からの
出動要請により、医師を一刻も早く救急現場に急行させ、診療開始までの
時間を短縮することにより、救命率の向上、後遺障害の軽減、社会復帰率
の向上を大きな目的としている。
前記以外にも災害発生時におけるトリアージ訓練や緊急自動車の安全・
迅速運行の実践訓練としても大きな成果を上げている。
また、研修医が同乗する場合もあり、救急医療現場における貴重な臨床実
習としても効果をあげている。
ドクターカー事業は、収益向上を目的としたものではないが、本学会にお
いて運用実績を検証して、効率性を検討した結果を報告する。
2 緊急自動車の所要時間の短縮化
総務省消防庁の発表によると、2012 年の救急自動車が現場到着までの所
要時間は、全国平均で 8.3 分（前年 8.2 分）、同様に病院等収容までの所要
時間は、全国平均で 38.7 分（前年 38.1 分）であり、救急出動件数の増加、
一般負傷の搬送人員の増加、管外搬送の増加等により、所要時間が悪化し
ていると評価している。
しかしながら当センターを管轄する高崎市等広域消防局管内の病院等収
容時間は、平成 24 年 36 分 36 秒から平成 25 年は、36 分 12 秒に 24 秒間の
短縮となり、ドクターカーの効果と考えられる。
年間 1万 6千件を超える搬送件数の平均時間であることから、相当の搬
送時間の短縮となっている。
この搬送時間短縮効果を検証して、ドクターカーの有用性を報告する。

O-55-3 タブレット端末を用いた仮想カンファレンス
『どこでも会議』体制の検討

○
ありさこ てつろう

有迫 哲朗、江崎 卓弘、三原 太、田元 弘、上野 道雄
NHO 福岡東医療センター 放射線科

【目的】当院では、安全で的確な救急医療を実践するために、タブレット
端末を用いた仮想カンファレンス『どこでも会議』システムを開発し、運
用を開始した。本システムにより、院内当直医が院外オンコール専門医へ
相談する際、視覚的に患者情報を共有することで、複数の診療科と診断や
治療方針を協議、決定することが可能である。今回、運用開始後のシステ
ムおよび運用の問題点を検討したので報告する。【方法】「どこでも会
議」によって、当直医師だけで対応が困難な症例に対して、院外オンコー
ル専門医とタブレット端末にて電子カルテ上の放射線画像、生理検査、血
液検査情報など共有することができる。また、チャットコミュニケーショ
ン機能、カメラ撮影・配信機能を付加しており、複数の専門医とカンファ
レンスが可能となっている。運用開始後のシステムや運用の不具合、問題
点、改善点を洗い出し、対策の検討と本システムの評価を行った。【結果
及び考察】初期トラブル、問題点、要望事項を洗い出し、対策を検討する
ことができた。また、システム管理者は使用状況を把握し効率的な運用と
適正な管理が求められることがわかった。本システムは、複数の診療科と
遠隔にて協議できるため、専門医が不足する時間外の救急医療において
極めて有用である。今後は、在宅医療における連携にも発展させ、更なる
有効活用につなげたい。

O-55-4 当院の救命救急センターへ入院した超高齢者
の検討

○
かわさき さ だ お

川崎 貞男、森本 彬人、長尾 知昭、益満 茜、足川 財啓
NHO 南和歌山医療センター 救命救急科

当院の立地する和歌山県田辺市は高齢化率 28％と極めて高く、更に高い
地域も当医療圏には含まれる。高齢者の中でも 85 歳以上になるとほぼ何
らかの基礎疾患を抱えており、重篤な状況となることが多い。今回、当救
命救急センターに平成 25 年 4 月から 25 年 3 月までに入院した 85 歳以
上の症例について検討し、今後の高齢化率の高い地域の救命救急セン
ターのあり方を考察する。期間中に救命救急センターに入院した症例
（1013 例）の内、院外心肺停止例を除く 85 歳以上の症例は 200 例（男性：
75 例、女性：125 例）であった。平均年齢 89±3 歳、中央値 89 歳であっ
た。入院前の住まいが自宅であったのが 131 例（66％）、老人施設入所中
であったのが 62 例（31％）であった。入院の契機となった疾患は、脳神
経系疾患が最も多く 34％を占めた。入院中に気管挿管が実施された症例
は、20 例（10％）で、全年齢（13％）の群より比較的少なかった。緊急カ
テーテル検査、緊急手術の実施された割合も全年齢の群より少なかった。
在院日数は、1～138 日で平均 23±26 日、中央値：22 日であった。予後は、
死亡退院が 53 例（27％）、自宅へ退院が 53 例（27％）、転院が 49 例（25％）、
施設入所が 45 例（22％）であった。超高齢者が救命救急センター入院全
体の約 20％を占めた。緊急処置は比較的少なかったが、決して重症度が
低いというわけでない。一旦入院すると、退院先に難渋することが多く、
施設への入所待ち、転院待ちの為に長期入院となってしまう例が多い。救
命救急センターの機能を維持するためには、病院だけでなく地域全体で
対策が必要と考えられた。
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O-55-5 当院救急外来における心肺停止（CPA）症例に
対する死因究明のための画像診断の実施状況

○
やまぐち な つ き

山口 夏希1、上牧 勇2、水野 まゆみ3、上野 彰久3、守山 英則1、
上杉 陽一郎1、矢嶋 紀幸1、松村 圭佑1、片山 隆晴1、
宮川 貴史1、穂坂 春彦1、鈴木 雅裕1

NHO 埼玉病院 循環器内科1、NHO 埼玉病院 小児科2、
NHO 埼玉病院 放射線科3

【はじめに】Autopsy imaging（Ai）は死亡時画像診断であり、死因究明の
ために有用であるとされている。地域の中核病院として二次救急を担う
当院では、死因究明のための画像診断を積極的に実施するよう努めてい
る。今回我々は、平成 25 年度の心肺停止（CPA）症例について、後方視
的に検討を行い、当院におけるAi を含めた死因究明のための画像診断実
施の現状について検討した。【対象】平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3
月 31 日までに、当院に来院時心肺停止状態（CPAOA）で搬送または到着
後CPAとなり、蘇生処置に反応せず死亡した症例を対象とした。【方法】
救急搬送記録から症例を抽出し、電子カルテで年齢、性別、蘇生処置開始
までの時間、臨床的な原因疾患、画像診断の有無や診断名などを調査し
た。【結果】期間内にCPAOAで搬送または、経過中に救急外来でCPA
となった症例が 93 例であった。死亡した症例のうち、原因究明の画像診
断を行った症例は 48 症例あり、全例がCT検査であった。【まとめ】画像
診断がなされた症例に対しては、その画像所見が死因の究明にどの程度
関与したか、臨床経過や血液検査など画像以外のデータから推測される
死因との一致性や、画像診断の有効性が高い原因疾患についてなど、今後
の死因究明率向上にむけて生かせる点があるか考察した。画像診断がな
されなかった症例に対しても、なぜ行われなかったのか、当院における問
題点について考察した。

O-55-6 救急外来受診記録からみた自殺既遂症例の現
状と当院での取り組み（熊本救急医療自傷自殺
問題対策協議会とPEECコース展開につい
て）

○
よ し だ よ う こ

吉田 庸子1,2、橋本 聡1,2、徳山 祥音1、森枝 悟1、江良 正2、
狩野 亘平2、山田 周2、櫻井 聖大2、北田 真己2、原田 正公2、
山下 建昭1、渡辺 健次郎1、高橋 毅2

NHO 熊本医療センター 精神科1、
NHO 熊本医療センター 救命救急集中治療部2

【目的】自傷�自殺企図症例は高次救急医療機関に搬送される機会が多い
が，その評価や予後に関する調査は多くない。今回我々は，自傷�自殺企
図による救急外来受診患者のうち，既遂症例の臨床的検討を行った。【方
法】2009 年 1 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日までに自傷・自殺関連問題で
当院救急外来を受診したのべ 2640 例中，死亡が確認された全 116 例につ
いて，診療録に基づき，患者基本情報，精神科既往歴，自傷歴，再企図間
隔を後方視的に調査した。【結果】対象中，自死の可能性がある例は 110
例で，男性 62 例，女性 48 例であった。全体では 20 代，40 代の順で多く，
男性は 40 代，女性は 20 代が最多で，既遂手段は縊首が最多であった。28
例に自傷の既往があり，うち 19 例に薬物過量内服やリストカットの既往
を認めた。診療録に病歴，既往歴の記載がない例も多く，詳細不明例も多
かった。【考察】本検討では若年女性と中高年男性の既遂が多く，軽微に
みられがちな過量内服やリストカット後の既遂も目立った。20％以上が
反復企図後の既遂で、自傷後のフォローの重要性が示唆された。当院では
平成 24 年 11 月に市内の 4つの救急病院と行政、消防、警察、民間団体が
協同する「熊本救急医療自傷・自殺問題対策協議会」を発足させ、昨年か
らは救急・精神医療双方の 3学会共催の Psychiatric Evaluation in
Emergency Care（PEEC）研修コースを開催し、多職種の地域ネットワー
ク構築を目指している。【総括】自傷�自殺問題は複合的で多岐にわたり、
病院外機関も含めた多職種での対策が必要である。現状では詳細不明例
や複数医療機関受診例も多いため，今後の自殺予防対策には評価の均て
ん化や他院も含めた包括的な実態把握が必要である。

O-55-7 バルプロ酸ナトリウム過量服用患者における
血中アンモニア濃度とその治療法に関する検
討

○
たかはし みつる

高橋 充、横井 英人、内倉 淑男、酒井 拓磨、望月 聡之、
大井 康史、岩下 真之、宮崎 弘志、古谷 良輔

NHO 横浜医療センター 救急科

【背景】バルプロ酸ナトリウム（以下VPA）服用の副作用としての血中ア
ンモニア濃度上昇はよく知られ、その頻度は 20～50％と報告されてい
る。アンモニア上昇の機序の一つとしては、薬剤性のカルニチン欠乏が関
与しているとの報告が散見される。【目的】VPA過量服用患者の血中アン
モニア濃度を測定し、その治療法・経過を検討すること。【対象】2011
年 11 月から 2014 年 5 月の期間に、当院救命救急センターに搬送された
VPA過量服用患者を対象とした。【方法】診療録を用いた後方視的検討を
行った。【結果】対象症例は 10 例であり、6例で血中アンモニア濃度上昇
を認めた。最高血中VPA濃度とアンモニア濃度の平均値はそれぞれ
249.53、95.375 であった。治療として、4例で胃洗浄、4例で活性炭投与、
6例で下剤投与、2例で IPM�CS 投与、1例で血液透析と血液灌流、1例で
Lカルニチン製剤投与を行った。治療介入後、全例で血中VPA濃度と血
中アンモニア濃度は低下した。【考察・結語】VPA過量服用患者では高ア
ンモニア血症が高率に認められ、血中VPA濃度の低下に合わせて血中ア
ンモニア濃度も低下していた。VPA誘発性高アンモニア血症の治療法と
して、Lカルニチン製剤投与の有用性が報告されている。VPA誘発性高
アンモニア血症の機序と高アンモニア血症を合併したVPA過量服用患
者における症例において Lカルニチン製剤の使用を行うことの有用性に
関して文献的考察を行い、当施設におけるVPA誘発性高アンモニア血症
の治療戦略を報告する。

O-55-8 急性期虚血性脳卒中における血管内治療手技
を用いた再開通治療

○
うしこし さとし

牛越 聡、安田 宏、安喰 稔、宮本 倫行
NHO 北海道医療センター 脳神経外科

【目的】急性期虚血性脳卒中に対する血管内治療手技を用いた再開通治療
成績を報告する。【対象】2010 年 12 月以降、当院血管内治療医が同一プロ
トコールで治療を行っている施設で治療した脳塞栓症の 32 症例を対象
とした（rt�PA静注療法後 12 例、血管内治療単独 20 例）。搬入時NIHSS
は 10－40（平均 22.9）。閉塞血管は、内頚動脈 5例、中大脳動脈 22 例、脳
底動脈 5例。使用したデバイスはMerci6 例、Penumbra22 例、併用 3
例、ウロキナーゼ動注 1例。【結果】TICI 2B 以上の再開通は 21 例（66％）
で得られた。3ヶ月後のmRSは 0�2 が 10 例（31％）、3が 5例（16％）、
4�5 が 10 例（31％）、6が 7例（22％）であった。これを、再開通の有無
でみると、再開通が得られた群では、mRS 0�2 が 52％、3が 19％である
のに対して、再開通の得られなかった群ではmRS 3 以下となった例は認
められなかった。手技上の症候性合併症（NIHSS4 点以上の悪化）は認め
られなかった。【まとめ】血管内治療手技を用いた再開通治療は未だ evid-
nce の無い治療法ではあるが、再開通が得られた場合、比較的良好な予後
が得られた。実臨床においては短時間により高い再開通率をえる努力を
続けることが必要と考えられた。
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O-56-1 平成25年浜田医療センター皮膚科外来入院
手術統計

○
しんどう まさひさ

進藤 真久
NHO 浜田医療センター 皮膚科

外来患者統計：平成 24 年と比して、外来患者総数は減少しているが、新
患患者数はほぼ同数で、新患比率は上昇した。はっきりとしたデータはな
いが、状態の落ち着いた患者さんは、地道にかかりつけ医に紹介し、病診
連携を試みている成果かもしれない。ときに、かかりつけは「当院」とい
う方がおられ、他科とともに再診している。入院統計：3割を占める物
理・化学的皮膚障害・壊疽の内訳は、熱傷、褥瘡、外傷の順だった。昨年
と比して 27％と多かった細菌性疾患は蜂窩織炎がほとんどだった。18％
を占めるウイルス性疾患は全例帯状疱疹だった。水疱性類天疱瘡が昨年
より減少した。引き続き、非常勤の形成外科と連携して、熱傷、褥瘡など
入院の必要な形成外科手術の方を皮膚科入院でみている。手術統計：外
来では、脂漏性角化症の冷凍凝固術が約半分、残りが皮膚腫瘍切除と創傷
処理だった。昨年との比率はほぼ同じだったが件数は若干減少した。全体
としての件数では昨年より若干減少した。入院手術では創傷処理が多く、
褥瘡のデブリードマンが多い印象である。

O-56-2 下肢に挿入された機能的電気刺激（FES）の除
去を要した一例

○
にしもん

西紋 まり1、大原 博敏1、津江 知里2

NHO 埼玉病院 形成外科1、慶應義塾大学医学部 形成外科2

【はじめに】機能的電気刺激（Functional electrical stimulation 以下 FES）
は上位ニューロン障害による運動麻痺に対し、体内に埋入した電極によ
り麻痺筋を収縮させ運動をもたらす装置であり 1980 年代より臨床応用
されている。今回我々は使用中止しした後、長期間放置されていたFES
の抜去を要する症例を経験したので報告する。【症例】83 歳女性。57 歳時
に脳梗塞による左不全麻痺を発症し、61 歳時に左下肢に他院でFESを挿
入したものの、長期間使用していなかった。径約 2mmのコイル状の電極
線が約 20 本、左大腿外側の皮膚を貫通して皮内へ挿入され、X線で確認
したところ、最長のものは腓骨頭付近へ達していた。使用中止後も毎日電
極露出部位の消毒、ガーゼ交換を行っており、本人と家族は抜去を希望さ
れた。手術は局所麻酔下で行った。電極挿入部を含み皮膚を切除し、皮下
に連続する電極を要手的に抜去した。皮膚欠損部はV�Y皮弁を用いて閉
鎖被覆した。術後経過良好で、創部の処置は不要となった。【考察】体内
に留置する医療機器は、ペースメーカーなど数多く知られており、露出や
感染した場合は除去され、症例報告も多数認めるが、FESを抜去した報告
は渉猟しえた限り見当たらなかった。今回経験した症例は電極が複数皮
膚を貫通して体外へ露出しており、感染のリスクは高いと考えられた。ま
た、長期間の処置は本人や家族への負担となっていた。FESの実施施設は
器械の処置、管理について長期フォローをする必要があると考えられた。

O-56-3 頭頸部の観血的処置において抗凝固・抗血小
板薬の術前内服は休薬が必要である―抗血栓
療法167症例の検討―

○
さいじょう ひ ろ と

西條 広人、林田 健志、諸岡 真、桑原 郁、藤岡 正樹
NHO 長崎医療センター 形成外科

【目的】抗凝固薬・抗血小板薬内服による抗血栓療法は血管内の血栓形成
とそれによる臓器障害を防ぐ目的で行われる。観血的処置前には抗凝
固・抗血小板薬の休薬や代替療法を行うことが一般的であるが、形成外
科では扱う領域が体表面に近い部位が多く止血操作が容易に可能である
ことから抗血栓療法の取り扱いについては一定の見解がなく、経験的に
抗血栓療法を継続したまま処置を行うこともある。抗血栓療法継続中の
患者における観血的処置の安全性について検討を行った。【方法】2012
年 1 月から 2013 年 9 月に当科で観血的処置を行った症例のうち、処置前
に抗血栓療法を行っていた 167 症例について検討を行った。年齢は 8歳
から 94 歳（平均 72.9±12.2 歳）で、男性 102 例、女性 65 例であった。出
血の評価は 2名の形成外科専門医により、その出血量を通常の処置時と
比較して「多い」「ほぼ同等」「少ない」の 3段階で評価した。術後合併症の
発生率についても検討を行った。【結果】観血的処置前に抗凝固・抗血小
板薬を休薬した群と休薬しなかった群では、出血に対する 3段階評価で
は処置前に休薬をしなかった群で通常の処置時と比較して有意に出血が
多かった（p＜0.05）。部位別にみると、頭頸部に対する処置で休薬しなかっ
た群が休薬した群と比べて、通常の処置時と比較した 3段階評価では有
意に出血が多かった（p＜0.05）が、体幹・上肢・下肢では両群で有意差は
なかった。術後合併症に関しては両群で有意差はなかった。【考察】頭頸
部は血流が豊富な部位であり整容面も考慮し微細な手術操作が必要とさ
れることも多い。出血が多いと手技に支障をきたす恐れがあり、処置前の
休薬・代替療法への切り替えが望ましいと考えられる。

O-56-4 当院における小児の星芒状血管腫に対するV�
beamTMの治療効果の検討

○
こ う つ く に お

高津 州雄、松尾 伸二、長坂 信司
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 形成外科

【背景】星芒状血管腫は、クモ状血管腫とも言われ、毛細血管拡張症の一
種で、粟粒大程度の赤色丘疹を中心として、拡張した毛細血管が放射状に
伸びた状態をいう。4歳以降の女児に多く、主に顔面、特に頬部に好発す
る。成人では肝障害の皮膚症状のひとつとして出現するが、小児では全身
疾患は関係なく、原因不明である。数年の経過で自然治癒することもある
が、難治であることもあると言われている。当院でV�beamによりレー
ザー治療を行った小児の星芒状血管腫の症例について、検討を行った。
【方法】2011 年 6 月～2013 年 9 月までに顔面の星芒状血管腫に対してV�
beamTM（CANDELA社）で治療を開始した 12 症例 13 部位（女 10、男
2）について、照射回数、照射設定、治療効果、合併症について調べた。
【結果】初診時平均年齢 7歳（4～11 歳）、平均照射回数は 2.5 回（1～7
回）であった。基本的には、穴を開けた厚紙をあてて中心部を照射し、周
囲の毛細血管拡張部も設定を弱くして照射した。照射設定は症例によっ
て異なり、パルス幅は 1.5～40msec、照射出力は 10～12J�cm2であった。
治療結果は消失 10 例、改善 3例、不変 0例であった。合併症は認めなかっ
た。【考察】多くの症例で病変は消失し、全症例で効果があった。しかし、
照射回数が多い症例があり、照射設定の問題があるのではないかと考え
られた。低出力で照射を行った症例は回数が多い傾向があった。今後、症
例を増やして適切な照射設定について検討する必要があると考えられ
た。
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O-56-5 Merkel 細胞癌の1例

○
は せ が わ めぐみ

長谷川 愛、佐藤 則子、清水 智子、島田 哲也、三戸 聖也、
関塚 永一

NHO 埼玉病院 皮膚科

【諸言】病理学的にMerkel 細胞癌と診断され，術後放射線療法を行い，再
発転移を認めず経過観察となっている 1例を経験したので報告する．【症
例】82 歳女性．右下眼瞼縁に 8.0mm×6.0mmの紅色透明で可動性良好，
皮膚との癒着のない弾性軟の皮膚腫瘍を認め平成 25 年 11 月 20 日当院
皮膚科を受診した．数日後，局所麻酔下に腫瘍を摘出した．摘出標本の病
理像は小さな核小体を数個有する胞核と淡好酸性の狭い胞体からなる腫
瘍細胞が，充実胞巣を形成し増殖し，核分裂像を頻回にみた．病変は取り
切れていた．免疫染色ではCK20，CK7，Chromogranin A，p53，EMA
が陽性，CEA陰性，MIB�1 は 90％程度の標識率であった．以上から神経
内分泌癌であり多臓器からの転移である可能性は完全には除外できない
がMerkel 細胞癌がもっとも考えられた．術後 45Gy の放射線照射を行っ
た．同年 12 月 12 日に行った頭頸部CTでは明らかな転移やリンパ節腫
大はなかった． 平成 26 年 4 月 3 日の頭頸部CTでも同様の結果であり，
今後は 2ヶ月ごとに経過観察していく予定である．【考察】Merkel 細胞癌
は上皮と神経内分泌の両方の起源の特徴を持ち，触覚感度機能を有する
細胞に発生する．Merkel 細胞癌のリンパ節転移は半数に生じると言わ
れ，診断から 2年以内に生じることがほとんどである．術後放射線照射は
局所制御の向上に寄与するとの報告がある．今回，脂腺癌，悪性リンパ腫，
無色素性黒色腫，エクリン汗孔腫，エクリン汗孔癌などが鑑別に挙げられ
たが病理学的にMerkel 細胞癌と診断され，術後放射線療法を行い，再発
転移を認めず経過観察となっている 1例を経験したので報告する．

O-56-6 診断に苦慮した基底細胞癌の2例

○
ふ な つ さかえ

船津 栄、宮田 聡子
NHO 横浜医療センター 皮膚科

基底細胞癌は、皮膚悪性腫瘍の中で最も高い頻度で発生する。日本人にお
いては特に顔面に多く、9割以上は色素性で黒色調を呈する。我々は、診
断に苦慮し、初診時に基底細胞癌を疑わなかった症例を 2例経験したの
で報告する。症例 1、76 歳男性。初診の 5年前より左下腿腓腹部に潰瘍病
変があり、近医皮膚科で外用治療を受けていたが難治であった。初診時、
同部位に 2.5cm大、類円形の褐色調を帯びた境界明瞭な結節があり、その
表面に鱗痂皮と潰瘍を伴っていた。その周囲は紅斑を伴っていた。伝染性
膿痂疹を第一に考え、切除生検を施行した。病理組織学的には基底細胞癌
であった。断端陽性のため、残る褐色病変より 5mm離して追加切除を施
行した。症例 2、55 歳女性。初診の半年前より左下腹部の皮疹を自覚した。
径 1 cm大、境界明瞭な類円形の紅色局面で表面は白色調を呈し、辺縁は
びらんを伴っていた。日光角化症、ボーエン病を鑑別に考えた。病変より
1mm離して切除を施行し、病理組織学的に基底細胞癌と診断した。当院
における基底細胞癌のまとめも併せて報告する。

O-56-7 Perforator to perforator の血管吻合による
遊離皮弁再建の3例

○
さいじょう ひ ろ と

西條 広人、林田 健志、諸岡 真、藤岡 正樹
NHO 長崎医療センター 形成外科

【目的】遊離穿通枝皮弁は近年頭頸部や四肢の再建に多く用いられている
が、その中でも穿通枝をレシピエントの穿通枝に吻合する perforator to
perforator flap による再建が 1998 年に Koshima によって報告されて以
来、直径 1mm以下の血管吻合（supermicrosurgery）を用いた遊離穿通
枝皮弁が近年では再建の標準術式となりつつある。当科で過去 1年間に
perforator to perforator flap による再建を行った 3症例について報告す
る。【方法】症例 1は 42 歳男性、右外顆部の踵骨骨折術後感染に対して Su-
perficial circumflex iliac artery（SCI）true perforator flap による再建を
行った。症例 2は 21 歳男性で交通事故による足背のデグロービング損傷
に対してAnterolateral thigh（ALT）true perforator flap による再建を
行った。症例 3は 41 歳女性で下歯槽神経偽神経腫に対して、切除後の神
経欠損部位に Peroneal perforator sural nerve flap による血管柄付き腓
腹神経移植を行った。【結果】穿通枝の血管茎は 1mm前後と比較的細かっ
たが吻合に問題はなく、皮弁は全症例で良好に生着した。3症例の平均手
術時間は 6時間 43 分だった。【考察】遊離皮弁移植の血管吻合のレシピエ
ントに穿通枝を用いる perforator to perforator flap による再建では主要
動脈や recipient の犠牲が少ない、穿通枝の多数存在する四肢の再建に適
する、筋層内の剥離が必要ないため手技が単純であるといった利点が挙
げられる。血管の解剖学的変異が多い点や血管剥離の手技がやや難しい
といった欠点もあるが、直径 1mm前後と比較的細い血管同士の吻合でも
全く特別な手技は必要とせず、今後も適応がますます拡大していくもの
と思われる。

O-57-1 呼吸器疾患患者における骨格筋量評価につい
ての検討

○
わかやま こうすけ

若山 晃輔、足立 仁志、田中 美和
NHO 福岡病院 リハビリテーション科

【目的】慢性呼吸器疾患では栄養状態悪化を生じやすく、特に骨格筋量低
下による筋力低下は運動能力やQOLに強く影響を与える。臨床で評価可
能な骨格筋量の指標はいくつか存在するが、実際の四肢筋力との関係性
については明らかでない。そこで今回これらの指標と四肢筋力との関係
性の検討を行った。【方法】対象は 2012 年 1 月から 2013 年 6 月までに評
価を行った呼吸器疾患患者 187 名（COPD : 91 名、その他：96 名）である。
評価項目は除脂肪体重（FFM）、除脂肪体重指数（FFM Index）、上腕筋
面積、上腕筋周囲長の骨格筋指標に加えBMI、血清アルブミン値（alb）、
及び四肢筋力（膝伸展筋力・握力）とした。FFMの測定には多周波数体
組成計（TANITA製MC190）を用いた。検討は、1）四肢筋力と各骨格
筋量指標及び alb、BMI とのそれぞれの相関関係、2）％標準体重（％IBW）
による栄養状態区分（標準、軽度やせ、中等度・高度やせ）におけるFFM
Index に基づく骨格筋量充足状態の 2点を行った。【結果】骨格筋量指標
と四肢筋力との相関関係ではCOPDでは FFMが最も高く（膝伸展筋力
r＝0.76、握力 r＝0.76、P＜0.005）、その他でもFFMが最も高かった（膝
伸展筋力 r＝0.79、握力 r＝0.89、P＜0.005）。栄養状態とFFM Index の関
係は男女とも体重減少に伴いFFM Index の値は低下し、中等度・高度や
せではFFM Index の基準値（男性：15kg�m2、女性：16kg�m2）を下回っ
ていた。【結論】四肢筋力との相関が高いのはFFMであった。また男女
ともに体重減少に伴い骨格筋量は低下し、中等度・高度やせではFFM
Index の基準値が下回っていた。これらより骨格筋量の低下防止は、比較
的早期からの介入が望ましいと考えられた。
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O-57-2 慢性呼吸器疾患患者におけるリハビリテー
ション前後の体重変化と除脂肪体重及び筋力
変化との関連性

○
あ だ ち さ と し

足立 仁志1、亀井 隆弘2、吉岡 由紀子1、若山 晃輔1、
寺田 明生3、中野 博4

NHO 福岡病院 呼吸リハビリ棟1、
NHO 西別府病院 リハビリテーション科2、
NHO 福岡東医療センター リハビリテーション科3、
NHO 福岡病院 呼吸器科4

【背景】
慢性呼吸器疾患患者において，呼吸リハビリテーション（呼吸リハ）終了
時に体重減少をみることは少なくない．そこで今回，入院呼吸リハ前後で
の体重変化と体脂肪・骨格筋量及び筋力変化との関係について検討を
行った．
【対象】
二週間以上の呼吸リハを実施した入院COPD患者 38 例，非 COPD患者
49 例
【方法】
1．評価項目：体重，体脂肪量（多周波数体組成計で測定），除脂肪体重指
数（FFM index），膝伸展筋力，体重支持指数，呼吸リハ実施状況
2．検討方法：対象を疾患別及び％標準体重と呼吸リハ前後での体重変化
から 4群に分け体重変化と体脂肪量，FFM index，膝伸展筋力との関係に
ついて比較検討した．
3．運動療法は，筋力及び持久力トレーニングを併用し，低強度で実施し
た．
【結果】
両疾患群ともに標準体重から体重が維持・増加した群では，FFM index
及び膝伸展筋力は有意な増加を示した．また低体重で体重維持・増加し
た群でも同様の結果であった．一方，標準体重から体重減少した群では，
FFM index は有意に減少し，膝伸展筋力向上は認めなかった．また低体重
で体重減少した群ではFFM index は低下傾向を示し，膝伸展筋力向上も
認めなかった．なお各群の呼吸リハの実施状況に差は認めなかった．
【考察】
結果から，両疾患群とも体重増加・維持群では骨格筋量を反映するFFM
index は増加し，下肢筋力も増強した．対して体重減少群ではFFM index
は減少傾向を示し，下肢筋力の変化も認めなかった．このように呼吸リハ
中の体重変化は骨格筋量変化を反映し易く，加えて栄養状態の変化は呼
吸リハビリの効果に影響を与えることが示唆された．

O-57-3 RSウイルス感染症に合併する無気肺に呼吸
理学療法を実施した症例の検討

○
た な か み わ

田中 美和
NHO 福岡病院 呼吸リハビリ棟

背景：当院小児科では無気肺合併患者に対して呼吸理学療法（以下
RPT）を実施しているが近年RSウイルス（以下RSV）感染症に合併する
無気肺症例が増加している．しかし，これらの症例に対するRPTの有効
性などについては不明な点が多い．そこで昨年度担当した症例を対象に
検討を行った．
方法：対象はRPT処方されたRSV感染症に無気肺を合併した 10 例（男
性 5例、女性 5例、年齢 1.2±1.9 歳）である．主な検討項目は無気肺部位，
酸素吸入の有無と期間，RPT実施日数，胸部X線写真による無気肺改善
状況とし，診療録より調査した．RPTは体位ドレナージ，呼気時胸郭圧
迫法，陽圧呼吸療法（Smiths medical 社 Ez�PAP使用）を行い，3歳以上
の実施可能な症例では振動呼気陽圧療法（Smiths medecal 社 Acapella
使用）も併用した．
結果：無気肺部位は右中葉が 6名と最も多かった．8名に酸素療法が実施
され，RPT介入後 3日で終了となった．RPT実施日数は 8±2.1 日であ
り，介入 1週間後で 4割，RPT終了時に 8割の症例で無気肺が改善し，
残存例も退院後の経過は良好であった．
考察：無気肺部位は右中葉が最も多かったが，これは従来報告されてい
る小児無気肺の特徴と一致していた．また，無気肺改善に一週間以上要す
る症例が多かった．当院における下気道感染症に合併する無気肺例を対
象とした検討では，5日間の RPT実施で約 7割が改善しており，これと
比較すると今回の症例の実施日数は長い傾向がうかがえた．これは対象
の多くが 2歳未満の乳幼児であったこと，下気道感染による気道内分泌
物の増加に加え，気道過敏性を形成し易といったRSV感染症の特徴が影
響を与えている可能性が考えられた．今回は症例数も少なく検討に不十
分な点も多いため，今後も継続していきたい．

O-57-4 静脈血栓塞栓症におけるリハビリの関わり

○
こやなぎ やすき

小柳 穏、森 亮介、佐藤 昌代、敦賀 肇
NHO 仙台医療センター リハビリテーション科

当院は 31 科、698 床の総合病院で、リハビリテーション（以下リハ）科
は、術前後・入院早期から開始し、脳神経外科、神経内科、整形外科疾患
を中心に、呼吸リハ、心リハ、がんリハなど多岐にわたる。2005－2012
年で 65 件の肺塞栓（以下 PE）が発生しており、その頻度は増加傾向にあ
る。PEによる死亡例は 9件（13.8％）であり、診療科別では脳神経外科・
外科・整形外科に発症数が多い。リハ科では情報収集での事前確認、リハ
時視診・触診、深部静脈血栓症（以下DVT）予防運動指導、異変発見、
報告と医師からの再指示確認を行っている。事前確認ではDダイマー値
（当院基準値 10μg�ml 以下、以下DD）、手術、長期臥床等の静脈血栓塞栓
症（以下VTE）リスク確認、視診・触診では下肢左右差、腫脹・色調変
化等、予防運動指導では下肢運動、術前指導、早期介入・早期離床に努め
ている。異変発見ではリハ時にVTEの自覚症状等の確認、報告・指示確
認ではエコー検査上、血栓有りでリハ中止。血栓否定 or 非遊離性で再開、
とそれぞれ対応している。2005 年から経験した症例から 2例紹介する。一
つ目はリハ介入し離床も進み、DD基準以下であったがDVTを発症した
ケースで、リハ時に下肢腫脹やHoman’s 徴候等が確認され発見に至っ
た。二つ目は、リハ介入し離床始めたところで、DD基準値以下・他覚所
見陰性であったにも関わらず PEを発症したケースである。これらの事例
から臨床所見の重要性と管理徹底しても全てを網羅することが困難なこ
とがわかり、疑わしきはすべて精査する事がVTE対応として必要といえ
る。

O-57-5 高次脳機能障害を呈した患者への呼吸リハビ
リテーション―失語症と失行症を合併した間
質性肺炎患者1症例を通して―

○
かたおか や す お

片岡 靖雄1、曽根 弘喜1、丸山 康徳1、出羽 裕太郎1、濱田 昇2、
河田 典子2

NHO 南岡山医療センター リハビリテーション科1、
NHO 南岡山医療センター 呼吸器アレルギー内科2

【はじめに】高次脳機能障害（HBD）患者の呼吸リハでは，HBDへの配慮
が必要になるがその報告は少ない．今回，失語症と失行症を合併した間質
性肺炎（IP）患者に，動作速度調整の理解を場面設定から促したところ低
酸素状態が改善したので報告する．【症例】70 歳代の女性，10 年前に脳梗
塞を発症．今回，IP 増悪により入院，Room Air での車椅子駆動の自立が
OT目標となった．Br.stage（右）：全て 3，WAB失語症の行為の検査：
左 15�60．聴覚的理解は単語レベルのみ保たれたが，場面に応じた行動は
できた．安静時Room Air で SpO2 ; 95％，車椅子駆動はO2 ; 2L で分速
32.0m minSpO2 ; 89％となった．左上下肢で駆動も拙劣で，徒手誘導に混
乱を来した．【介入】駆動速度が速く低酸素状態を助長．失語と失行があ
り，場面設定から速度調整の理解を促した．車椅子のすぐ前方に訓練者が
立って速度調整する前方誘導から，声掛けのみの口頭誘導へ移行．なお，
声掛けは「いいよ」「ゆっくり」で統一した．【経過】Room Air で実施．当
初，誘導に首をかしげたが，速度に応じた声掛けによってうなずくなど
徐々に理解を示した．その後，口頭誘導のみで速度調整ができ，11 日目に
は誘導なく分速 19.4m minSpO2 ; 93％となった．【考察】本患者は，失語
や失行のため駆動速度の調整が理解できなかったが，環境設定を通じた
指導によって理解された．呼吸リハのADL指導は，患者が目的や効果な
どを理解できることが前提であり，本患者のような理解障害を来す場合
は有効でないと判断されかねない．しかし，今回の経過はHBDによる理
解障害を来した場合でも症状特性に応じた関わりによっては改善が期待
されることを示唆し，その特性を把握する評価が重要といえた．
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O-57-6 注意障害に対する短期リハビリテーションの
効果～心理療法士の役割～

○
あずま な お こ

東 奈緒子1、太田 勝巳1、瀬尾 八栄美1、伊藤 浩一1、
松村 隆介1、平林 秀裕2

NHO 奈良医療センター リハビリテーション科1、
NHO 奈良医療センター 脳神経外科2

【はじめに】当院では高次脳機能障害患者に対して、リハビリテーション
を目的とした 2週間の入院治療を行っている。クリティカル・パスを導
入し、理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士、心理療法士が評価と訓
練を行っている。心理療法士は注意機能、記憶、社会行動障害などを担当
し、評価と訓練だけでなく家族への指導にも携わっている。注意機能は情
報処理における第一段階であり、様々な認知機能の基盤となっている。そ
のため認知機能を評価するためには、注意機能の評価が必要となる。スク
リーニング検査で高次脳機能障害患者のほとんどに注意障害がみられ、
短期間の訓練で改善が見られたので以下報告する。【対象と方法】2013
年 3 月から 2014 年 3 月までに当院にリハビリ目的で入院した高次脳機
能障害患者 16 例（男性 11 例、女性 5例、平均年齢 51.8±22.9 歳）を対象
とした。注意障害のスクリーニング検査として、かなひろいテストを行
い、入院時と退院時の比較を行った。訓練方法は、『間違い探し』などの
机上課題を、1日 50 分、5日継続で行った。【結果】16 例中 16 例に注意障
害があった。うち 9例において、かなひろいテストの無意味文で平均 4.3
個の正答数の増加がみられ、5例において有意味文で平均 5.8 個の増加が
みられた。【考察】短期間で注意機能が改善した要因は、1）患者自身が注
意障害を理解できる 2）学習効果が大きい 3）代償手段を獲得しやすい、
が考慮される。【課題】今後は注意障害の有無だけでなく、全種類の注意
障害を詳細に評価でき、それぞれに対する段階的な訓練手順を導きたい。
また、注意機能と記憶など他の障害との関連も見出していきたい。

O-57-7 脳梁膝に限局した脳梗塞の1症例～脳梁離断
症状を認めない脳梁梗塞～

○
お お み ゆ き こ

大見 幸子1,2、片山 泰司2、豊島 義哉1、吉川 由規1、
福岡 久明1、高浜 恵子1、竹内 あゆ美1、堤 智子1、小林 孝輔1、
坪井 丈治1、矢島 陽子1、神近 香苗1、近藤 友美1、
金子 依里子1、中西 智子1、松本 海音1

NHO 東名古屋病院 リハビリテーション部1、NHO 東名古屋病院 神経内科2

【はじめに】我々は、脳梁膝に限局した脳梗塞の症例を経験した。本症例
は脳梁離断症状を認めず、記憶障害中心の高次脳機能障害を呈したので
報告する。
【症例】88 歳右利き女性。X年Y月夕方より見当識障害出現。23 時頃息子
が帰宅した際に、嫁と間違えるなど言動がおかしく、転倒し右足首を負傷
したため当院へ救急搬送。脳梗塞、右足関節骨折の疑いで入院。
既往歴：12 年前に脳梗塞（軽度右上下肢麻痺残存）。4年前に左大腿骨頚
部骨折。2年前に右大腿骨転子部骨折。
病前の生活：屋内ADL自立、屋外は見守りで杖歩行。1年前のHDS－R
29 点。
神経学的所見：今回の発症による麻痺なし。
神経心理学的所見：（入院時）MMSE 13 点、TMT－A 362 秒、TMT－B
実施困難、RCPM22 点（80 歳代の平均値±標準偏差 24.9±5.273 点）。見
当識障害、注意障害、前向性・逆行性健忘、作話を認めた。他人の手徴候、
道具の強迫的使用、脳梁性吃音・構音障害などの脳梁離断症状は認めな
かった。
放射線学的所見：MRI DWI にて脳梁膝に高信号域を認め、MRAにて左
前大脳動脈に高度狭窄を認めた。SPECTにて脳梁膝、両側前頭前野、前
脳基底部に血流低下を認めた。
【経過】入院当初は、ちぐはぐなことを言って混乱。リハビリではADL
介助量軽減、高次脳機能障害の改善を目標に介入。退院時、障害は残存す
るものの、落ち着いて日常生活が送れるようになった。
【考察】本症例は、脳梁膝に限局した脳梗塞であったが、大槻（2009）の
報告している脳梁前方 1�3 の損傷による脳梁離断症状は認めなかった。
その一方で、見当識障害、前向性・逆行性健忘、作話、病識欠如、注意障
害を認めた。

O-57-8 下肢リンパ浮腫を呈した成人期Prader�Willi
syndromeの治療報告

○
うえはら か ず み

上原 和美、河本 嶺希、深澤 聡子、青木 裕、大久保 浩子、
上出 杏里、橋本 圭司

国立成育医療研究センター リハビリテーション科

【はじめに】Prader�Willi syndrome（以下、 PWS）は染色体異常に起因し、
肥満、低身長、精神発達遅滞、筋力低下等の症状を呈する。臨床症状は年
齢ごとに変化するため、生涯にわたり生活全般の支援が必要である。本例
は内分泌異常による易感染性とスキンケア不足から蜂窩織炎を繰り返
し、下肢リンパ浮腫を呈していたが、重度肥満によりリンパ浮腫の存在が
見逃されていた。今回リンパ浮腫治療を中心に、セルフケア指導や多職種
連携による包括的支援を実施し、リンパ浮腫の軽減、セルフケアの獲得に
至ったので報告する。【症例】PWS、両下肢リンパ浮腫を呈す 34 歳、女性、
BMI57。知的障害者手帳保持し作業所に週 5日通所。作業療法初診時、リ
ンパ浮腫は ISL 分類 2後期、リンパ管シンチグラフィーで両下肢のリン
パ環流に遅延と側副路を認めた。またスキンケア不足による蜂窩織炎と
体重コントロール不良により下肢の皮膚は硬化していた。【経過】週 1
回の頻度でリンパ浮腫に対する治療を 5ヶ月間実施。また活動性向上を
図るべく作業所に情報を提供。6ヶ月目に弾性着衣を作製し、更なる浮腫
軽減を目的に圧迫下での運動を追加した。【結果】体重コントロール、ス
キンケアの徹底が図れ、皮膚の柔軟性の向上、浮腫の軽減を認めた。弾性
着衣は自己着脱可能となり、母・作業所職員の見守りの下、セルフケアの
獲得に至った。【考察】本症におけるリンパ浮腫の報告は渉猟し得た限り
は 1件しかないが、今回の経験を通し、PWSの疾患特性からリンパ浮腫
が生じうることを念頭に置き、また生涯にわたる支援のためには、地域の
関連職種も含めた包括的なアプローチが重要であると感じた。

O-57-9 離床訓練開始時の血液データの実際

○
にしかわ まさひろ

西川 昌宏
NHO 東名古屋病院 リハビリテーション科

1．研究目的：離床訓練開始時の血液データについて正常値との差や疾患
間の差を比較検討し、今後の離床訓練の一助とするものである。2．対象
と方法：対象：2013 年 1 月～6月の間に理学療法処方がなされた患者の
うち、基準を満たした 290 患者（血液疾患 16 名・脳梗塞 87 名・脳出血 23
名・COPD20 名・肺炎 35 名・THA25 名・TKA60 名・心不全 24 名）方
法：入院記録から離床訓練開始時の対象患者の血液データ（CRP、WBC、
Alb、TP、Hb、Plt、Glu、AST、ALT、T�BIL、Cr、UN、Na、K）を抽
出し比較検討を行った。各データは院内基準を参考とした。データ解析は
EZR on R commander Version 1.11 を用いた。3．結果：いずれの患者も
CRP・Alb・Hbの平均値は基準値を満たしていない。肺炎患者のCRP
の平均値は 7.58（mg�dl）であり、血液疾患患者と心不全患者以外で有意
に高い。THA患者のTPの平均値は 5.11（g�dl）であり、血液疾患患者
以外で有意に低い。血液疾患患者の Plt の平均値は 10.87（x万�μl）であ
り、いずれの疾患でも有意に低い。また、Plt の平均値が 5以下の患者が
37.5％、2以下の患者も 18.75％あった。4．考察：CRPと筋力の関係は諸
説あるが、一般に 5mg�dl 以上は異化期で筋量増加が期待できないとさ
れ、特に肺炎患者は筋力訓練の程度を検討する必要がある。THA術後は
一時的に低TPを来すが、低栄養が進行すれば離床困難となる可能性が
ある。その場合の筋力訓練の程度も検討する必要がある。血液疾患では
Plt の平均値が 5以下の患者が相当数あり、離床訓練時は血圧上昇を伴う
負荷動作を避けるべきである。今後はサンプル数を増やし、今回挙げてい
ない疾患においても比較検討を行っていく。
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O-58-1 姿勢異常を呈したパーキンソン病患者に対す
る脊髄反復磁気刺激の効果

○
さ わ だ ゆ う き

澤田 侑貴、植村 直子、岡本 和久
NHO 徳島病院 リハビリテーション科

【はじめに】パーキンソン病（以下 PD）は症状の進行と共に首下がり・腰
曲がりなどの姿勢異常を高頻度に合併する．これらの姿勢異常は治療抵
抗性で，日常生活動作を悪化させる因子となっている．昨年度，本会にお
いて姿勢異常を呈した PD患者に対し脊髄反復磁気刺激を行い，姿勢異
常に対する効果を報告した．本年度は脊髄反復磁気刺激を行い，パーキン
ソン患者の運動機能に対する効果を併せて検討した．【対象・方法】対象
は姿勢異常を呈したパーキンソン患者 37 名．このうち磁気刺激群が 22
名，リハビリテーション群が 15 名とした．治療として磁気刺激群は薬物
療法＋リハビリ＋磁気刺激，リハビリテーション群は薬物療法＋リハビ
リを行った．脊髄反復磁気刺激は，もっとも湾曲した部位に 5Hz を 1 秒
間×8回を 1クールとし，週 2回合計 8回施行した．評価は脊柱前屈角度
に加えて歩行速度・歩幅、UPDRS（part1～4）の測定をした．【結果】脊
柱前屈角度は磁気刺激によって磁気刺激 4週間後は有意に改善した（P＜
0.00）．歩行機能・UPDRS（part1～3）においては磁気刺激後 4週間後で
明らかな改善が認められた（P＜0.00）．改善量については，磁気刺激群と
リハビリテーション群の間に有意差は認められなかった（P＜0.05）．【結
論】パーキンソン病の異常姿勢に対し，脊髄反復磁気刺激は短期並びに長
期にわたり有効であり安全性も高く，難治性である同病の異常姿勢に対
して試みるべき治療法であることが期待できる．

O-58-2 書字障害を認めた筋萎縮性側索硬化症患者の
経時的変化

○
ひ ぐ ち ゆういちろう

樋口 雄一郎1,2、森 久美子1、梅村 昌樹1、吉田 真由美2

NHO いわき病院 神経内科 機能訓練室1、NHO 水戸医療センター2

【はじめに】近年、球麻痺先行型の筋萎縮性側索硬化症（以下ALS）に認
知症を伴うALS（以下ALS�D）について報告が増えている。その中で、
前頭側頭型認知症の病型、書字障害を呈する事が指摘されている。また、
認知症はなく孤立性失書を呈する報告もあり、構音障害によって目立た
ないが早期から言語機能や書字能力を評価する必要がある。今回、日常生
活を及ぼすほどの異常行動や言動等はみられず、書字障害が高頻度に出
現したALS患者を経験する機会を得たので報告する。【症例】初診時 70
歳代、女性、右利き、無職、高卒。X年、話しづらさを感じ、他院を受診。
次第に症状が悪化。X年＋1年にALSを疑われ当院に紹介、ALSと診断。
その後、入退院を繰り返している。CT・MRI 上では異常所見なし。【神経
心理学的所見】礼節は保たれ協力的。Yes�No と筆談が中心。MMSEは
23�30。見当識は保たれ、従命理解も可能。筆談中、平仮名の多用や脱字・
錯書を認めた。助詞の欠落も認め、拗音や促音を大文字として使用するこ
とも認めた。【経過】書字障害が進行し、解読が困難となる。また、手指
の筋力低下から書字自体が困難となり、単純なジェスチャーとYes�No
が主となる。文字盤は非実用的であった。病棟生活は、食事やリハビリ時
間の管理、ナースコールの使用、他患者との交流等は図れており、異常行
動などは認めないが、詳細な訴えを理解することが困難となった。【考察】
ALS�Dは認知症先行群とALS先行群の 2タイプがあるとの報告があ
り、今後も本症例の経過観察が必要である。また、音声言語や筆談が困難
になった場合に日頃の生活状況から訴えを予測し、症例に合わせたコ
ミュニケーションツールの活用が必要である。

O-58-3 すくみ足を呈したパーキンソン病患者に対す
る眼球トレーニングの有効性―シングルケー
ススタディ―

○
こんどう ゆ う き

近藤 夕騎、板東 杏太、寄本 恵輔、立石 貴之、佐藤 福志、
早乙女 貴子、小林 庸子

国立精神・神経医療研究センター病院 リハビリテーション部

［はじめに］
パーキンソン病患者（以下，PD患者）では，すくみ足，姿勢反射障害等
の疾患特異的要因により，転倒リスクが高率である．PD患者の転倒恐怖
感にはすくみ足が影響し，二次的な廃用症候群を引き起こす可能性があ
る．すくみ足を呈する PD患者に対して，理学療法の介入効果の報告はあ
るが、すくみ足を呈する PD患者に対して，眼球トレーニングを実施した
報告は少ない．
［目的］
今回，眼球トレーニングがすくみ足のある PD患者に対して効果的であ
るかどうかを明らかにすることを目的とした症例研究を実施した．
［症例報告］
薬物調整およびリハビリ目的で入院している 81 歳の女性．診断名は経過
14 年の PD患者であり，Hoehn & Yahr 分類は stage3．研究計画はA�B
デザインとした．本症例での介入期間は 20 日でA期 10 日，B期 10 日と
し，1日のリハビリおよび評価の時間は 1.5 時間ほどとした．独立変数は
A期にすくみ足に対する歩行練習，B期にはすくみ足に対する歩行練習
に加えて眼球トレーニングを実施した．従属変数としてTUG，the Freez-
ing of Gait Questionanaire（FOGQ）を使用し，TUG課題では従来のTUG，
方向転換，認知課題を行いながらのTUG，40cmの障害物を通り抜ける
TUGの 4つの課題とした．以上のデザインをCL法で解析した．なお，被
験者には今回の研究について書面にて説明後，同意を得た．
［結果］
眼球トレーニング後のTUGの時間が短縮し，FOGQによる自覚的なす
くみ足の改善も認められた．
［考察］
本研究より，すくみ足に対する歩行練習に加えて眼球トレーニングを行
うことですくみ足は改善し，転倒予防につながる可能性が示唆された．

O-58-4 長期入院患者の思いをQOL実現につなげる
こと～人工呼吸器装着した筋委縮性側索硬化
症患者との作業療法の1年～

○
い け だ と も よ

池田 朋世、楠原 敦子
NHO 高松医療センター リハビリテーション科

【はじめに】長期入院生活の中で、患者本人の思いをQOLに十分反映する
事は、現実には容易でない。更に人工呼吸器装着の場合、QOL実現と安
全面との調整・判断に苦慮する。今回、人工呼吸器装着した、長期入院の
筋委縮性側索硬化症（以下ALS）患者に対し、OTRは、患者との語りの
中から出てきた思いを、QOL実現につなげていった。その 1年の作業療
法を報告する【症例紹介】70 代女性。X年発症、X＋2年当院入院。入院
時、非侵襲的陽圧換気療法夜間装着、入院翌日よりOT、ST開始、OT
開始時ALSFR�S11�48 点、BI55 点【経過】OT開始から 1年を、侵襲的
陽圧換気療法（以下TPPV）装着迄、TPPV装着から車いす長時間乗車困
難迄、bed 上のみの生活の 3期に分け、各期の作業療法経過を述べる【結
果】経過より、QOL実現につながった要因を各期で示す。1期は、TPPV
装着前に、OTRが患者の能力・背景等を評価でき、語りの前提となる関
係性を構築できたこと。2期は、患者が思いを具体的に明示したこと、そ
してその思いがQOL実現につながるよう、OTRが関係職種へ働きかけ
たこと。3期は、OTRが働きかけて思いを引き出したことである【まとめ】
今回患者が、「呼吸器はずした時間ほしい」等危険性を承知した上で、病
に自律して対峙し思いを示したことは、継続的にQOLが実現できた大き
な要因と考える。更に病状進行により機能低下が進み、不安や焦燥感の訴
えが多くなった時期、OTRが語りの中で根気よく働きかけ・促すことに
より、患者はQOL実現につながる思いを又少しずつ示すようになった。
このことは語りが、QOL実現に重要であると示している。
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O-58-5 パーキンソン病に対するリハビリテーショ
ン：笑顔の運動・精神機能に対する効果

○
お お え ひ ろ み

大江 比楼美1、上杉 智子1、桑原 明美1、川道 久美子1、
谷口 百合1、宮田 七1、乾 俊夫2、有井 敬治2、川村 和之2、
三ツ井 貴夫2

NHO 徳島病院 リハビリテーション科1、NHO 徳島病院 神経内科2

【目的】徳島病院では、パーキンソン病（PD）に対するリハビリテーショ
ンを実施している。本研究では、笑顔とリハビリテーションの効果の関係
を運動機能ならびに精神機能の観点から検討した。【対象と方法】徳島病
院パーキンソン病リハビリ入院 5週間コース 72 名。平均年齢 68.6±7.5
歳。平均罹病期間は 8.5 年±8.1 年。Hoehn&Yahr stage は平均 3.2±0.3。
リハビリテーション開始時の笑顔度を中央値により低い群�高い群（A
群�B群）の 2群に分類し、また笑顔の変化率に関しても中央値から非改
善群�改善群（C群�D群）の 2群に分類した。それぞれの群に対し、運動
機能（握力�STEF）、精神機能（SDS�MMSE）と PD重症度（UPDRS）の
改善を比較した。【結果】A群では、握力（左）�MMSE�UPDRS part4、B
群では、握力（左）�UPDRS part4、C�D群では、握力（左）�UPDRS part
4 以外で有意な改善がみられた。改善量を比較した結果、B群の SDS�
UPDRS part3 においてA群より有意な改善がみられた。C�D群間に有意
な改善はみられなかった。【考察・結論】我々が行ったパーキンソン病リ
ハビリテーションにより、パーキンソニズムとともに、上肢機能・精神機
能の改善がみられた。特に、うつ指数（SDS）とパーキンソン病、運動指
数はリハビリテーション開始前より笑顔になる傾向のある患者で改善が
顕著であった。

O-58-6 ジストニア・ミオクローヌスにより iPadの
操作が困難あった症例に対してスタイラスペ
ンの使用した一例

○
よねざわ たけひと

米澤 武人1、山口 敬子1、平戸 美穂1、高木 利栄子1、
古賀 洋右1、平松 公三郎2、川尻 頌洋2

NHO 長崎病院 リハビリテーション科1、NHO 長崎病院2

【はじめに】
大脳皮質基底核変性症（CBD）は緩徐に進行する神経変性疾患である。大
脳皮質・錐体外路症状としての運動障害がみられ、症例はジストニア・
ミオクローヌス・筋強剛が著明である。構音障害が著明であることから、
作業療法士が意思伝達装置導入のため介入したので経過を報告する。ま
た、症例が医学の発展のため、自らのCBDについて広めることを生きる
意義と定めている。
【症例紹介】
60 歳代女性。X�5 年から構音障害が出現。X�1 年誤嚥性肺炎加療後、リハ
ビリテーション・長期療養を目的で当院入院。ADL重度介助。Barthel
lndex : 15�100 点。 スプーンでわずかに自ら摂食動作を行うことが可能。
受傷前はコンピュータの操作が堪能で、夫婦で音楽活動を行うことを楽
しみとしていた。
【実施経過】
出来るだけ健常者と同様の使用方法、ポータブル性と新しいことへの挑
戦を希望し、症例・家族が iPad を提案。ユープラス社製アプリ「トーキ
ングエイド foriPad テキスト入力版」、オプションとして振戦による誤操
作予防の「専用キーガード」も同時に入手。操作理解は出来たが、一指で
の画面タッチが困難で専用キーガードを用いても改善がみられなかっ
た。そのため、市販のスタイラスペンを症例が把持し、操作を行ったとこ
ろ、一指での画面タッチと同様の動作が可能であった。その後、タッチ部
分の収縮・柔軟性を検討し、操作練習を行った。
【結果】
症例は iPad での E�mail 送信が可能になり、作詞準備のフレーズを保存
し、夫との遠隔でのやり取りが可能となった。
【結語】
難病を呈した症例・家族の思いを傾聴し、希望に添った環境調整・リハ
ビリテーションが生き甲斐につながることを学んだ。

O-58-7 リハビリの新しいツール～Nordic Walking
の導入～

○
まるたに りゅうし

丸谷 龍思1、池中 達央1、長谷川 一子2、木脇 悟1、小林 友美1、
丹羽 朗子1、堀川 拓海1、山本 大介1、堀坂 渓1、田名網 恵1、
神 智子1、小嶋 良助1、鶴見 暁子1、礒部 佐和子1、木下 雄介1、
大西 洋之1、池山 順子1、鈴木 なつみ1

NHO 相模原病院 リハビリテーション科1、NHO 相模原病院 神経内科2

近年、健康志向やロコモ対策として、Nordic Walking（以下NW）が、
注目されている。NWは、Nordic Ski に、そのルーツがあり、2本の Pole
を用いて歩く運動である。【目的】NWの可能性として、医療現場での活
用などがあげられる。多くの疾患患者のリハビリ（以下リハ）に導入され、
その有用性が報告されている。当院にもNWを導入し、その症例の傾向を
把握することである。【方法】当院においては、2014 年 3 月に、NWを導
入してから、現在までに 52 例の障害のある方に、指導してきた。その内
訳を集計、分析した。【結果】その原疾患をみると、PDが 19 例、RA
が 10 例、変形性関節症が 9例、その他 14 例であった。周術期のリハで、
行ったものが、21 例であった。その他、糖尿病や慢性閉塞性肺疾患などの
報告があるるが、まだ経験はない。NWの効果効能として、1）転びにく
い、2）歩きやすい、3）まっすぐ立てる、4）呼吸が楽になる、5）足腰に
やさしい、6）全身の血行促進、7）運動効果が高い、8）視界が広がる、
9）仲間ができるなどが、あげられる。リハは、医療スタッフが、介入す
るが、患者個人の問題となりやすい。NWの様に、周囲の人も一緒に、訓
練できることは、患者さんのモチベーションもあがる。一部症例を、供覧
し、その症例の問題点をあげて、みたい。【結論】当院においては、NW
を導入したリハは、まだ、端緒を開いたばかりであるが、症例に応じたリ
ハ・プログラムを、考えながら導入していきたい。

O-59-1 インフルエンザ感染を契機としたショックか
ら回復後にClitical illness polyneuropathy
と思われる四肢麻痺を来した一例

○
は ら だ まさひろ

原田 正公、吉田 庸子、江良 正、狩野 亘平、山田 周、
北田 真己、櫻井 聖大、橋本 章子、橋本 聡、瀧 賢一郎、
高橋 毅

NHO 熊本医療センター 救命救急・集中治療部

【症例】60 歳代男性【既往歴】統合失調症【現病歴】元来筋力には問題な
く、精神科病院に外来通院中。某日高熱、悪寒、倦怠感のために体動困難
となり、当院に救急搬送となった。【来院時現症】JCS0、体温 39.2℃、血
圧 147�98mmHg、HR100bpm、SpO2 94％（room air）。WBC6900�uL、CRP
10.05mg�dL。インフルエンザA陽性。全身CTでは特記所見を認めな
かった。【入院後経過】輸液、ペラミビル、抗生剤などによる治療を開始
したが、3病日目にショック状態となりカテコラミン投与、人工呼吸器管
理を要した。治療により全身状態安定した後に人工呼吸器離脱を試みた
が四肢・呼吸筋力が高度に低下しており、呼吸器離脱できなかった。頭部
MRI は異常所見を認めなかった。腱反射は著明に低下しており、髄液検査
では蛋白細胞解離所見を認めた。神経伝導速度検査では全く描出できな
かった。これらの所見よりGuillain�Barre 症候群もしくはClitical illness
polypneuropathy（CIP）を疑ったが病歴からは後者が疑われた。抗ガン
グリオシド抗体検査を提出しつつ、IVIG 療法を 2クール行ったが、全く
効果なかった。後日抗ガングリオシド抗体は陰性であり、CIP が疑われ
た。【考察】CIP は敗血症などの重症患者に四肢麻痺を起こす神経障害で
あり特異的な治療法はないとされる。今回CIP と思われる筋力低下を来
した一例を経験したので若干の考察を加えて報告する。
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O-59-2 外来手術として施行する穿頭術の工夫

○
きのした な つ

木下 奈津、中川 史生、木村 麗新、加川 隆登
NHO 浜田医療センター 脳神経外科

【目的】外来手術として救急外来で施行する穿頭術の際の工夫を検討し
た。【方法および考察】慢性硬膜下血腫等で穿頭術が必要となる救急外来
への紹介患者の中には、精神科的疾患や家族の都合により入院管理が困
難な症例がしばしば存在する。我々は術後に速やかな帰宅、帰院ができる
ように外来手術として施行する穿頭術に関する術中管理および手技に関
して検討を行った。手術室には入室せず救急外来の外来処置室で穿頭術
を行う場合に、術中の鎮静に関してはこれまでジアゼパム、ペンタゾシン
を用いていたが、認知症や不穏症状を有する患者には術中に追加投与が
必要であった。投与量が増加することにより、術中に呼吸抑制を来した
り、術後の覚醒が遅延したため救急外来での観察時間が延長する患者が
しばしば認められた。我々は鎮静方法に関して検討を行い、デクスメデト
ミジンの持続注入を用いることにより術中の安定した鎮静管理を行うこ
とが可能となった。術中の呼吸管理も容易となり、手術終了後に速やかな
覚醒が得られ、短時間での帰宅、帰院が可能となった。手術手技に関して
は、縫合時には十分な皮下縫合を行うことで、表皮の縫合は行わず、皮膚
用接着剤のみの使用で良好な縫合状態が得られた。また、皮膚用接着剤を
用いることで術後の消毒、抜糸等の処置も不要となり、帰宅、帰院後の創
部管理が容易となった。【結論】外来手術として救急外来で施行する穿頭
術に関し、鎮静剤の投与、縫合時の処置を工夫することで、術後に速やか
な帰宅、帰院が可能となった。

O-59-3 自転車ハンドル外傷の1例

○
なかしま まさとし

中島 昌利1、松本 克孝1、岡本 実2、問端 輔1、山口 充1、
糸山 明莉1、藤木 義敬1、澤山 浩1、森田 圭介1、水元 孝郎1、
久保田 竜生1、宮成 信友1、芳賀 克夫1、片渕 茂1

NHO 熊本医療センター 外科1、NHO 熊本医療センター 心臓血管外科2

【背景】自転車事故は外傷の要因であるが、ハンドルによる直接外力の危
険性は一般に知られていない。今回、自転車ハンドルによる腹部外傷を経
験したので報告する。【症例】20 歳 男性 自転車走行中に転倒しハンド
ルで下腹部を打撲し受傷。腹部造影CTにて後腹膜血腫、外傷性腸骨動脈
解離、腸骨静脈損傷を認めた。【経過】初期輸液にて状態は安定しており
一旦は保存的加療の方針としたが、来院 3時間後の follow CTにて free
air と血腫の増大を認め緊急手術を施行した。手術所見でトライツ靭帯か
ら 100cm肛門側の小腸に IIa 型損傷を認め同部の切除吻合を行った。後
腹膜血腫はさらに増大しショックバイタルに陥り、動脈破裂を来してい
ると判断、確認すると腸骨動脈分岐部が破裂しており同部の縫合止血術
を行った。血腫により一期的閉腹は不能であり、open abdominal manage-
ment として以後 2回の手術により受傷 7日目に腹壁を閉鎖した。初回手
術翌日より左下肢のコンパートメント症候群を認め減張切開を施行し現
在治療継続中である。【結語】自転車ハンドルによる外傷症例を経験した。
一般に自転車転倒事故に関して頭部外傷を防ぐためのヘルメット着用は
注意喚起がなされているがハンドルによる体幹への直接外力の危険性は
あまり啓発されていない。自転車走行中の転倒事故に比し、ハンドル外傷
は手術を必要とする重篤な深部臓器損傷を来す確率が高く、初療におけ
る慎重な判断、対応が求められる。

O-59-4 コハク酸シベンゾリン中毒による循環不全治
療に難渋した1例

○
いしづか こうたろう

石塚 光太郎、古谷 良輔、宮崎 弘志、西村 祥一、大井 康史、
酒井 拓磨、望月 聡之、幸野 真樹、佐藤 公亮、新井 悠介

NHO 横浜医療センター 救急科

【はじめに】シベンゾリンコハク酸塩（以下CZ）はVaugham�Williams
分類上 Ia 群に分類される抗不整脈薬であり、催不整脈作用、低血糖など
が重篤な副作用としてある。我々は、認知症患者のCZ大量誤飲による
様々な合併症のために循環動態の管理に難渋した症例を経験したので報
告する。【症例】特に既往のない 89 歳男性。認知症があり、CZを誤飲。
来院時心電図でWideQRS、心エコーで左室壁の dyssynchrony を認めた
ため、補液・カテコラミン投与を開始したが血圧低下、意識障害の進行を
認めた。治療として、脂肪製剤が脂溶性の薬剤を包み込み効力を弱めるこ
と（lipid sink）を期待する脂肪製剤の急速点滴と、炭酸水素ナトリウム投
与を試みるも循環動態は改善しなかった。高二酸化炭素血症を認めたた
め気管挿管施行し、ICU入室となった。補液、高用量カテコラミン投与す
るも血圧維持が難しく、第 2病日に経皮的心肺補助装置（以下 PCPS）、大
動脈内バルーンパンピング（以下 IABP）で循環管理を行い、CZ吸着の
ために血液吸着を施行した。第 3病日WideQRS が再度出現したため血
液吸着再施行し、その後循環動態が安定し第 4病日に PCPS，IABP離脱
した。その後意識障害と誤嚥性肺炎が完治したため第 32 病日に転科と
なった。【考察】1a 群抗不整脈薬中毒ではその重篤な副作用に対して確実
な治療はなく、支持療法に加え、炭酸水素ナトリウムなどが用いられてい
る、今回のような循環不全症例に対し、大量脂肪製剤投与も試みられてい
る。しかし救命のためには、より優れた治療法の確立が必要であると思わ
れた。

O-59-5 重症不整脈に難渋した急性心筋梗塞の一例

○
や ま だ け い じ

山田 桂嗣、櫻木 悟、市川 啓司、谷本 匡史、三木 崇史、
大塚 寛昭、山本 和彦、川本 健治、田中屋 真智子、片山 祐介

NHO 岩国医療センター 循環器内科

症例は 50 歳台女性。2013 年 10 月下旬、胸痛を主訴に当院へ救急搬送と
なった。急性冠症候群の疑いにて緊急カテーテル検査を施行し、左前下行
枝 seg6 100％、左回旋枝 seg11 90％、seg13 90％、右冠動脈 seg2 90％の
高度狭窄を認めた。左前下行枝を責任病変と判断し、左前下行枝と回旋枝
の病変部に経皮的冠動脈形成術（PCI : percutaneous coronary interven-
tion）を施行し、薬剤溶出性ステント（DES : drug�eluting stent）を留置
した。右冠動脈の残存狭窄は後日 PCI の方針とした。最大CK�CK�MB
は発症 12 時間後の 349�45 であった。その後、第 5病日未明にR on T
からの心室細動（VF : ventricular fibrillation）あり、計 5回の除細動を施
行した。アミオダロン投与後、VFは停止した。洞調律復帰後は意識清明
であり、バイタルも安定していた。電解質異常は見られず、右冠動脈の残
存狭窄のVFへの関与を疑い残存狭窄に対し PCI 施行し、DESを留置し
た。致死性不整脈予防のためアミオダロン持続静注は継続とし、PCI 後の
心電図ではQT延長が見られ、ビソプロロール 2.5mg の内服を開始した。
第 6病日、再びR on TからのVFを発症し、除細動にて洞調律に復帰し
た。復帰後はランジオロール持続静注開始し、心室性期外収縮は減少した
ため経過観察とした。第 8病日、三度R on TからのVFを発症した。除
細動にて洞調律に復帰したが、深い鎮静が必要と考え、挿管の上、人工呼
吸器管理とし、アミオダロン 400mg�日の内服を開始した。その後はVF
の再発もなく経過した。第 26 病日抜管、VT study にて VT�VFが誘発さ
れたため第 79 病日植え込み型除細動器（ICD : Implantable Car-
dioverter�Defibrillator）留置、第 99 病日自宅退院となった。
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O-59-6 難治性の心室性不整脈を頻発した急性薬物中
毒の一例

○
た な か ひろゆき

田中 博之、志馬 伸朗、笹橋 望、別府 賢、竹下 淳、
濱中 訓生、吉田 浩輔、藤井 雅士、堤 貴彦、狩野 謙一、
藤野 光洋

NHO 京都医療センター 救命救急科

症例は 23 歳女性。13 歳よりうつ病を指摘され、当院精神科通院中であっ
た。某日未明、希死念慮のため処方されているジプレキサ（オランザピン）
5mg 77 錠、ラミクタール（ラモトリギン）100mg 110 錠、ルジオミール
（マブロチリン）25mg 56 錠、デパス（エチゾラム）0.5mg 138 錠、デジレ
ル（トラゾドン）25mg 28 錠、アモバン（ゾピクロン 10mg 20 錠を内服さ
れた。朝になっても覚醒しないため、救急搬送された。来院時の意識レベ
ルはGCS E1V1M1 であったが、気道の明らかな閉塞所見はなく、低酸素
血症・高炭酸ガス血症の所見もなかったため、確実な気道確保は行わず、
心電図でも明らかなQTc 延長を認めなかったため、輸液療法を行いなが
ら覚醒までの経過観察目的で入院とした。入院第 1病日夜、服用 18 時間
後よりECG上 QTc の延長、心室頻拍およびそれに伴った呼吸・循環動
態の破綻を認めるようになり、人工呼吸管理および同期下電気ショック
を含めた不整脈治療ならびに尿中アルカリ化・脂肪製剤の投与を含めた
支持療法を必要とした。第 6病日には E4VTM6 と意識状態が回復し、人
工呼吸管理より離脱し、リハビリおよび精神科フォローを行い、第 12
病日には自宅退院となった。本症例では、薬物に関する情報収集および救
急外来における初期治療に課題を残した。急性薬物中毒に対する最新の
文献も含めて報告する。

O-59-7 初療室での人工心肺導入にて救命した偶発性
低体温症の1例

○
た か の し ん じ

高野 信二、安田 理
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 救命救急センター

【症例】症例は 48 歳，女性．夜間に睡眠薬内服およびアルコール摂取後，
野外にて意識消失し，泥田に転倒．およそ 10 時間後に発見され，心肺停
止との判断にて，救急隊による心肺蘇生を施行されながら当院救命救急
センターに搬入された．搬入時，体温は 25℃以下（測定不可），脈拍は触
知しなかったが，心電図上心室細動波形を認めた．高度な偶発性低体温症
と判断し，初療室にて人工心肺導入し，救命救急センター入院となった．
復温とともに自己心拍再開し，6時間後に人工心肺離脱．2日目に人工呼
吸器離脱．3日目には歩行可能にまで回復．合併症や後遺症もなく，6
日目に軽快退院となった．その後の循環器内科による電気生理学検査で，
心室細動が誘発され，ICD植え込み適応となり，待機中である．心室細動
が契機となり心肺停止をきたしたと考えられるが，10 時間後に発見され
たにもかかわらず救命できたのは，寒波により，当日は気温が非常に低
かったことが幸したと思われた．【結語】地域性もあり，偶発性低体温症
は頻度としては少ないものの，適切な判断と迅速な処置によってのみ救
命が可能であるため，常に念頭におく必要があると考えられた．

O-60-1 「体位と移動」単元での褥瘡予防用具体験学習
の効果

○
ますやま れ い こ

増山 玲子
NHO 横浜医療センター附属横浜看護学校

【はじめに】基礎看護技術での「体位と移動」の学習内容は、あらゆる看
護技術に活用されるもので、臨床で最も多く使用する看護技術の一つで
もある。また、「安全・安楽」を実践する土台となる。そのためには、援
助を受ける患者の気持ちや、安楽な体位を理解する必要がある。今回、褥
瘡予防用具を使用した体験学習を導入することで「安楽な体位と移動」の
重要性と体位に合わせた用具選択の必要性に対する意識づけにつながっ
たため報告する。【目的】褥瘡予防用具を使用した体験学習の効果を明ら
かにする。【対象】3年課程看護学校 1年生 74 名【方法】基礎看護技術の
単元「体位と移動」1回目に、自宅で 1時間仰臥位での姿勢保持実施。6
回目に褥瘡予防用具体験学習を実施。（1）褥瘡予防マット 2種類による臥
床体験。（2）褥瘡予防クッション 2種類による座位体験。1回目、6回目
の体験を比較し褥瘡予防用具使用の感想をまとめた。【結果】（1）の実施で
は、仰臥位、側臥位、腹臥位、体位変換後というように、どの体位でも身
体がマットに接地している部分は安定していて、15 分以上同一体位でも
苦痛を感じない。（2）の実施では、座位が安定することで安楽につながる。
【考察】講義では、「体位とは何か」や「人間が生活する中での体位の種類
と安楽な体位の根拠」を説明し体験している。しかし、健康な学生には
「安楽とは何か」を実感することは難しく言葉だけの「安楽」になりがち
である。褥瘡予防用具体験学習は、自宅のベッドなどでは、体験できない
感覚と臨床のベッド環境に近い体験ができたと考える。今回の体験学習
は、今後の臨地実習での安楽への援助につながることを期待したい。

O-60-2 基礎看護学実習1における学生の学び

○
よねむら

米村 かおり1、田中 紀代美1、間宮 みどり1、福丸 洋子1、
太田原 裕美2

NHO 都城病院附属看護学校1、NHO 別府医療センター附属大分中央看護学校2

【はじめに】学生は 1年次から演習を通して講義の意味づけをし、看護師
としての態度、患者への配慮等を学ぶ。しかし演習では、対象に応じて基
本技術を変化させ、配慮し、実践する思考過程を学ぶことは困難である。
A校では基礎看護学実習 1として、学習進度に応じ 2回の見学実習後、日
常生活援助実習を行っている。そこで本研究では、基礎看護学実習 1にお
ける学生の学びの過程を明らかにし、今後の学習支援の在り方を検討し
た。【研究方法】調査期間：2013 年 6 月～11 月。対象：A校 1年生 42
名。調査内容：1看護および今後の学習に対する興味・関心の実習前後の
変化、2実習での印象的な出来事等。調査方法：各実習終了後に自記式質
問紙調査を実施。内容 1は 10 段階評価、内容 2は自由記述とした。分析
方法：内容 1は、Willcoxon 符号付順位和検定、Spearman 順位相関係数
を用い分析した。内容 2は、実習における学生の学びや気づきを質的記述
的に分析した。倫理的配慮：個人が特定されないこと、学生への不利益が
生じない事、調査への参加は自由であること等を口頭及び文書で説明し、
同意を得た。【結果・考察】看護および今後の学習に対する興味・関心は、
実習後有意に高かった（p＜.01）。看護および今後の学習に対する興味・関
心には強い正の相関関係があった（p＜.01）。学生は、実習に対する不安と、
看護実践の場に臨む期待をもって実習に臨む。患者や看護師との関わり
に無力感を感じながらも、看護実践を通して講義の意味づけをし、自己を
客観視することで、自己の成長と学習課題を見出していた。指導者の看護
観の語りや、患者の反応が看護への興味・関心を高め、今後の学習意欲を
高める原動力になっていた。
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O-60-3 学生の経験と日常生活援助における自信との
関係性（2）

○
やまむら さ と か

山村 里香、遠藤 ゆりか、内田 ゆかり、本多 美智子、柳 紫野
NHO 静岡医療センター附属静岡看護学校

【動機】私たちは、卒業後の学生が就職後に新たな行動を起こせるよう、
自己効力感を高める要因の一つである自信を卒業前に持ってもらいたい
と考えた。点滴静脈内注射中の患者の日常生活援助は、臨床において一人
でできることをすぐに求められる技術であることから、点滴静脈内注射
中の患者の日常生活援助においての一人で実施できる自信に着目し、研
究を行うこととした。【目的】卒業前の学生を対象とした、点滴静脈内注
射中の患者を受け持った経験状況と点滴静脈内注射中の患者の日常生活
援助に対する自信の程度を明らかにする。【方法】A看護専門学校 3年課
程の看護学生 64 名に点滴静脈内注射中の患者を受け持った経験状況と、
点滴静脈内注射中の患者の日常生活援助（清拭・車椅子への移乗）を 1
人で実施する自信の程度を調査した。【結果】点滴静脈内注射中の患者を
複数受け持った経験がある学生（輸液複数群）と 1回受け持ったまたは経
験がない学生（輸液 1回・なし群）の点滴静脈内注射中の患者の日常生活
援助（清拭・車椅子への移乗）に対する自信の程度の差では、帰無仮説は
棄却域に入らなかった。【考察】経験の有無にかかわらず、自信の程度に
差はみられなかった。要因の一つとして、学生が点滴静脈内注射に関する
危険予測ができていないことが関係していると考えられた。学生が危険
予測できるような教授内容・方法の工夫が必要である。【結論】1．経験の
有無にかかわらず、自信の程度に差は見られなかった。2．看護技術にお
ける危険を予測することや、看護技術を実施した結果生じる問題につい
ては十分に教授していない可能性があるため、教授内容・方法の工夫が
必要。

O-60-4 合併精神センターにおける新人看護師が抱え
る看護技術習得に関する身体的・精神的負担

○
ちかぞえ か な こ

近添 佳奈子、松尾 莉沙、中島 宏治、末崎 幸代、石崎 てるみ
NHO 九州医療センター 看護部（合併精神センター）

合併精神センターでは看護師に内科から外科領域までの看護実践能力が
求められる。新人看護師が看護技術を習得する場面においての身体的・
精神的負担を明らかにする事を目的に本研究を行った。平成 25 年 6 月～
平成 26 年 1 月を調査期間とし、1・2年目の看護師 12 名を対象に質問紙
調査を同期・プリセプター、病棟、看護技術の項目で 5段階評価・自由記
述で行い、倫理的配慮として質問紙の返却をもって同意を得たものとし
た。項目を統計解析ソフトで Spearman の順位相関係数（有意水準 p＜
0.05 以下）を用いて統計し、正の相関を認めたものは、同期の項目間で
「安心する」と「参考にしたい事がある」（r＝0.84 p＜0.01）、同期とプリセ
プターの項目間で「一緒に成長したい」と「常に目が気になる」（r＝0.94
p＜0.01）、同期項目「安心する」と病棟項目「疾患が広範囲なため色々と
学べて良い」（r＝0.81 p＜0.01）、同期項目「安心する」と看護技術項目「で
きるだけ楽に学ぶ事ができたらと思う事がある」（r＝0.76 p＜0.05）、プリ
セプター項目「安心する」と病棟項目「やりがいを感じる」（r＝0.81 p＜
0.01）、プリセプター項目「安心する」と看護技術項目「もっと上手に教え
てくれたらと思う事がある」（r＝0.69 p＜0.05）等であった。そこから【同
期の繋がりが強いほど精神的負担は減る】【プリセプターから歩み寄る事
で新人看護師の精神的負担は減る】【同期同士・プリセプターとの関係性
が良好であれば、新人看護師は看護技術習得が円滑になる】傾向がわか
り、新人看護師への関わり方では新人看護師からの自発的な行動を待つ
のではなく、プリセプターを含めた先輩看護師側の関わり方を変容させ
ていく重要性が明確となった。

O-60-5 卒業時到達度目標を達成できなかった看護技
術項目の要因分析―卒業時到達度評価の現状
と課題―

○
た ま き の り こ

田巻 乃里子、千田 和美、下田 旬美
NHO 北海道医療センター附属札幌看護学校

近年、臨床における患者の安全性の重視によって実習では、技術経験の範
囲や機会が限定される方向にあり、卒業時に一人でできる看護技術が少
なくなっている。本研究の目的は、卒業時到達度目標を達成できなかった
看護技術項目とその要因を明らかにし、今後の運用について示唆を得る
ことである。Α看護専門学校の 2013 年卒業生（78 名）に看護技術を単独
で実施すること（到達度 1）及び看護師の指導のもとで実施すること（到
達度 2）に対する認識と看護技術を水準に合わせてできるようになるため
の支援について自記式質問紙を用いて研究を行った。75 名より有効回答
を得て内容を分析した結果、到達度 1・2共に認識で平均 3（どちらともい
えない）を超えるものはなく、多くは 1（できる）2（ややできる）と認識
していた。到達度 1と比較し 2では、4（あまりできない）5（できない）
と認識している看護技術項目が増えていた。回答理由では、実施に危険が
伴う、技術項目に合った患者を受け持てず実施機会がないが多く、看護技
術そのものや患者の個別性に合わせて実施することに対し不安もあっ
た。このことよりできないと認識している要因として、演習などで実施経
験があっても、実際の患者に対し実施機会がないと自信につながらない
ことや患者の個別性に応じ、より安全性を求められる技術になるほど実
施が困難と感じていることが考えられた。支援については、技術到達状況
に応じた患者選定、演習の機会提供、臨床との連携強化を求めていた。
よって実際の患者の状況に近づけた演習内容の充実化を図ることや実習
で評価を受ける機会が増えるよう更に臨床との連携強化が課題である。

O-60-6 近畿管内看護助産学校5校による学校相互評
価の取り組み

○
わたなべ れ い こ

渡邊 玲子、清家 百合枝
NHO 京都医療センター附属京都看護助産学校

【緒言】副学校長・教育主事協議会近畿支部では、平成 20 年度から教育の
質向上のため近畿管内 5校で学校相互評価を実施し、平成 25 年度からは
評価結果をHP上に公開している。今回、経過を報告する。【目的】学校
相互評価の実施結果から、その効果と課題を明らかにする。【方法】評価
は、「看護師等養成所自己点検・自己評価指針」に基づき、各自己点検・
自己評価のカテゴリー、下位項目、評価の視点など機構の状況に合わせて
作成した評価表を使用。カテゴリーは 13 項目、評価は下位項目ごとに実
施した。この結果を元に各種資料との確認と教員からの聞き取り調査を
実施した。評価指標は「3充分に満たしている」「2満たしている」「1改善の
余地がある」「0改善すべきである」の 4段階で、評価者は被評価校以外の
副学校長・教育主事・教員の 5～6名が、1校につき 1日間で実施した。当
日総評を報告後、最終評価結果は後日送付し、各校で運営会議で報告後、
ホームページに評価結果を公開した。【結果】5校とも課題が明確になるこ
とで、次年度の教育カリキュラムや教育内容・方法の改善、教員の質向上
に向けて活用されており、結果として評価点数の向上に繋がった。教員の
管理的視点の強化を目標に、平成 22 年度から評価者に教員を入れている
が、教育目標、学校経営、人事管理・施設管理・物品管理の実際など、教
育に関連する視野が広がり、自校の改善に繋げて考えられたという反応
が得られた。また、評価結果の公開は各学校の教育の客観的な結果として
機構の PRに寄与していると考える。【課題】今後、第三者評価の実施に
向け検討をする。
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O-61-1 看護学生の統合実習における看護管理実習の
学び

○
さかもと

坂本 めぐみ1、石原 史絵1、岸田 佐智子2

NHO 熊本医療センター附属看護学校1、
NHO 九州医療センター附属福岡看護助産学校2

【背景】統合実習を開始して 3年になった。第一報で、実習の内容である
早出遅出実習の学びを明らかにした。今回の第二報は、看護管理実習の学
びを明らかにし、今後の指針としたい。【目的】看護学生の統合実習にお
ける看護管理実習の学びの内容を明らかにする【対象】三年課程A看護
学校 3年生 39 名【結果】看護管理実習目標理解度についてのアンケート
調査を行い、学びについての自由記載内容を意味内容毎にコード化し、抽
出したコードをカテゴリ化した。1）「管理の実際」・「リーダーの役割」は
100％、「他部門との連携」は 97.4％理解できたと回答。2）学びの記述は
311 コード抽出。＜身近に感じる看護師長の存在と尊敬＞、＜先頭に立っ
て示す患者中心の看護＞、＜管理業務の実際とその意義＞、＜看護職とし
ての絶大な経験知＞、＜多忙の中に見えた師長の輝き＞、＜周囲の人々と
の信頼関係＞の 6つのカテゴリを抽出した。【考察】学生は、看護師長の
役割を理解し、責任の重大性を感じ、看護師長に対する尊敬や憧れを抱い
ていた。看護師長の看護観に触れ、感動し、自分もスタッフとして看護実
践を行っていきたいという組織の一員としての自覚が芽生えていた。看
護師長というロールモデルを身近に感じ、学習を発展させ、今後の自己研
鑽への意欲を高めていた。【結論】1．【身近に感じる看護師長の存在と尊
敬】、【先頭に立って示す患者中心の看護】【管理業務の実際とその意義】、
【看護職としての絶大な経験知】、【多忙の中に見えた師長の輝き】、【周囲
の人々との信頼関係】の 6つのカテゴリが抽出された 2．学生は、看護師
長に対し、尊敬や憧れを抱き、改めて組織の一員であることを自覚した

O-61-2 統合分野おける災害看護の教育方法の評価
第2報

○
やまぐち の り こ

山口 紀子、瀧波 典子、横山 由香、飯本 雅美
NHO 静岡医療センター附属静岡看護学校

【目的】災害サイクルを意識した科目目標、授業計画・方法によって、学
生の災害看護の学びを明らかにする。【方法】全講義終了後「災害看護に
おける看護師の能力」について昨年同様の質問紙で調査。結果を共通言語
ごとにラベル化し、昨年度と比較をした。【結果】小ラベル 274、中ラベル
36、大ラベル 13 に分類された。大ラベルは［判断力］［行動力］［正確な状
況把握］［技術］［自分自身のコントロール］［災害における救助・支援］［ア
セスメント能力］［連携］［精神的ケア］［知識］［備え］［態度］［災害時期に合
わせた看護］の 13 項目に分類された。【考察】災害サイクルにおける看護
師の役割の理解に向けて、1．災害サイクルを意識させる科目目標へ変更、
2．災害サイクルの順序性で、災害訓練時期を調整、3．日本災害派遣医療
チーム（DMAT）の隊員の協力を得てトリアージの実際を教授、4．学生
の思考が超急性期に偏らないよう、帰納的学習や学生の体験を教材化し、
各災害時期に起こる変化や特徴、暮らしに目を向けた看護が必要である
ことを教授した。その結果、昨年度と比較し、多く項目において具体的に
表現することができた。観察力や状況把握、異常の早期発見等が救命につ
ながること、平時の活動を意識して行うことの大切さ、被災者の暮らしを
整えることを視野に入れた実践の重要性が理解できていたと考えられ
る。今年度は、災害サイクルでの理解が可能となり、今年度の教育方法と
しては妥当であったと考える。【結論】1．災害サイクルの順序性での授業
構成は、学生の思考が混乱なく理解できる。2．学生の体験を教材化し、
帰納的学習を用いることによって災害サイクルに応じた看護師の役割を
具体的に理解できる。

O-61-3 多職種による看護教育研修の効果

○
ふくみつ あ け み

福光 明美、石野 陽子、大口 浩美、小倉 望、川口 小巻、
近藤 真美、藤井 美香、藤川 佳世子、別所 悦子、森川 真美

NHO 岡山医療センター 副看護師長 キャリアアップ・教育担当者グループ

【はじめに】高度化、複雑化する現代医療の質の担保のためにチーム医療
が推進され、厚労省は『チームの質を向上させるためには卒前・卒後の教
育が重要であり、専門職種としての知識や技術に関する縦の教育と、チー
ムの一員として他の職種を理解することやチームリーダー・マネー
ジャーとしての能力を含めた横の教育が必要である』としている。当院で
は昨年、看護の質向上を目的として 6年目以上の看護師を対象とし、多職
種を講師とした研修会を開催した。そのアンケート結果から多職種によ
る教育研修会の効果について考察した結果を報告する。【方法】対象とな
る希望者に『安全で効果的な気管吸引を指導するために』というテーマの
もと、気管吸引、口腔ケアや呼気介助など実技演習をとりいれた研修会を
臨床工学技士・理学療法士・歯科衛生士とともに 5回行い、研修会終了
時にアンケート調査を実施した。【結果】参加者数：36～54 名（平均 44
名）5回の研修会を通し、満足であるとの回答が 92.4％、演習を取り入れ
た方法が適切であったとの回答が 98.9％であった。他職種の専門的な指
導のもと、演習ができてよかった、実践に生かしたい、後輩に伝えたいと
の反応があった。【考察】この研修会はごく基本的なことを根拠を踏まえ
て講義し、実践につなげて理解できることを目標とした。日頃指導的立場
にある 6年目以上の看護師にとって、それまで経験を通して何となく理
解していたことの確かな裏付けとなり、実践しているケアのやりがいと
後輩指導への自信へつながったのではないだろうか。また他職種の専門
的ケアを直接指導されることが、チーム医療の醍醐味を実感できる機会
となったのではないかと考えている。

O-61-4 テレカンファを通した看護学生の教育

○
はしもと え み こ

橋本 笑子1、杉谷 篤2、前田 陽子1、浜田 美由紀1、浜副 隆一2

NHO 米子医療センター附属看護学校1、NHO 米子医療センター 外科2

当院付属看護学校は、地元や近隣出身の学生が多く、遠方の施設の学生
と交流したり、見学に伺う機会が少ない。このたび、九州大学アジア遠隔
医療開発センター（TEMDEC）の協力で、インターネット回線を利用し
た、高速、高解像度のテレカンファレンスシステムを利用した、看護学生
の相互教育、意見交換を実施した。九州大学TEMDECのインターネット
上に作成されるVidyo roomにアクセスし、九州大学看護学部、当院、浜
田医療センター付属看護学校を接続し、相互の学習項目や日々の生活、将
来の夢などを語ることができた。また、実習風景を中継して意見交換、看
護学生の実習報告を聴講しての質疑応答を行った。複数のステーション
をつなぎ、複数の発言者も同時に会議に参加できるシステムなので、Real
time でさまざまな意見を聞き、自分の考えを披歴する機会が得られ、学生
に好評であった。看護学生が巣立つとき、地域医療、看護を重視するあま
り、視野が狭くならないように、将来の夢が描けるように、このVidyo
システムを多面的な教育に利用したい。我々のテレカンファを紹介し、今
後の展望を述べる。
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O-61-5 テレビ会議システムを使用して他校のケース
スタディ発表会に参加した学生の学び

○
ふ じ い みつてる

藤井 光輝、田儀 千代美、中田 佳代子
NHO 浜田医療センター附属看護学校

研究の背景と意義
医療の高度化などに対応できる看護師育成のため，効果的な教育を行う
必要がある．今回，ケーススタディ発表会にテレビ会議システムを使用し
て参加することが学びにつながったので報告する．
研究目的
システムを通してケース発表に参加することで得られる看護学生の学び
を明らかにする．
研究方法
本研究は，テキストマイニングで，期間は，2013 年 12 月から 2014 年 6
月．承諾を得たA校 2年生 50 名を対象とし，B校 3年生の発表にA校が
システムを活用して参加．そこでの学びをレポート提出した後，KH coder
でクラスター分析（ウォード法），多次元尺度法，共起ネットワーク分析
して，類型と関係性を抽出した．
倫理的配慮
B校及びA校の研究対象者の同意を得た．
結果
クラスター分析で，「研究の構成要素」，「意見交換を進める技術」，「分か
りやすく伝える技術」，「患者に対する看護の実際」という学びの群を導き
出した．多次元尺度法は，「看護研究」「自分」「考え」「理解」を中心に群が
取り囲むような位置づけ，共起ネットワークから語句の媒介中心性が高
いのは「看護」「患者」「自分」「考察」「ディスカッション」であった．
考察
テレビ会議システムを使用して他校のケース発表会に参加することは，
共に看護を学ぶもの同士であるということ，相手に映し出されるという
良い緊張感が働いている．また，その場を大切にして客観的にケースを理
解することに努めていた．
結論
ケース発表にシステムを使用することで，看護研究の道筋をイメージ化
でき，相手の思考をたどり，自分の行っていく看護を考え対策行動をとる
までに至る．

O-61-6 看護学生のストレスに関する研究～看護系大
学1期生が1期生特有であると認識している
臨床実習のストレス要因と対処法～

○
い で い か な

出射 果奈1、阿部 桃子2、五十嵐 美咲1、梅田 真弥1、
江藤 春奈4、平良 ひかる1、菱沼 彩3

NHO 東京医療センター 看護部1、NHO 村山医療センター2、
国立国際医療研究センター3、東京医療保健大学4

【目的】看護系大学 1期生が 1期生特有であると認識している臨床実習上
のストレス要因と対処法を明らかにし、臨床実習において 1期生が特有
であると認識しているストレス要因の特徴について考察する。【方法】看
護系A大学において各論臨床実習を経験した 1期生 82 名を対象者と
し、臨床実習に関するストレス要因項目とストレス対処法についての質
問紙調査を行った。倫理的配慮として、倫理委員会の承認を得ると共に調
査は無記名とした。【結果】有効回答は 48 名（回収率 58.5％）であった。
1期生が認識している臨床実習のストレスに関する 46 項目の上位は「実
習先・指導者が展開する指導や環境に関するストレス要因」6項目、「自分
自身に関するストレス要因」4項目、「学校・担当教員に関するストレス要
因」5項目であった。また、ストレス要因の自由記述を意味内容の類似性
に基づき分析した結果、8カテゴリーを形成した。カテゴリーには 1期生
でない学生でも体験しうるストレスが含まれていた。また、対処法では依
存的問題解決型が多数であった。【考察】1期生は実習指導者と大学教員間
の指導方法が統一されていないこと、学習を進める上で必要な資源が足
りないといった環境の不備に強くストレスを感じたことを背景として、1
期生特有でないストレス要因も 1期生特有であると感じる、という特徴
を示した。新設される看護系大学において、学生に対する実習指導の方法
を統一することや自主的に学習できる環境を整える必要があると考え
た。また、学生のストレス対処法は「依存的問題解決型」からの転換が求
められ、主体的に学習するという意識を持つこと、自立的に問題解決を図
ることの重要性が示唆された。

O-62-1 エンテカビル単独治療に耐性化したB型慢性
肝炎の3例

○
なかがわ けんたろう

中川 健太郎、松村 雄一朗、福富 啓祐、木村 圭一、杉本 彩、
日比野 賢嗣、岩崎 哲也、岩崎 竜一朗、長谷川 裕子、
西尾 公美子、山田 拓哉、榊原 祐子、中水流 正一、石田 永、
三田 英治

NHO 大阪医療センター 消化器内科

【症例 1】56 歳、女性。1984 年の出産時にHBV感染が判明。2007 年 3
月よりエンテカビル 0.5 mg�日の投与を開始した。開始時、HBV�DNA＞
7.6 log CP�mLであった。2008 年 3 月に HBV�DNAは 3.2 log CP�mLま
で低下したが、その後徐々に上昇し、2011 年 1 月に viral breakthrough
が出現した。INNO�LiPA法にて、L180M、M204V、S202G の変異を認め
た。【症例 2】65 歳、男性。1981 年頃に感冒罹患時にHBV感染が判明。
2006 年 10 月よりエンテカビル 0.5 mg�日の投与を開始した。開始時
HBV�DNA 6.0 log CP�mLであった。2007 年 1 月以降HBV�DNAは測定
感度下限未満となり、2007 年 11 月にはセロコンバージョンを認めたが、
2012 年 7 月に viral breakthrough が出現した。INNO�LiPA法にて、L180
M、M204V、M250Vの変異を認めた。【症例 3】40 歳、男性。母子感染の
HBVキャリア。2010 年 12 月からエンテカビル 0.5 mg�日の投与を開始
した。開始時、HBV�DNA＞9.0 log CP�mLであった。adherence は 80％
程度であった。2012 年 12 月には 3.4 log CP�mLまで低下したが、2013
年 4 月に viral breakthrough が出現した。INNO�LiPA法にて L180M、M
204V、S202G の変異を認めた。【考察】現在、エンテカビルはB型肝炎の
核酸アナログ治療で、初回投与例に対する第一選択薬となっており、わが
国でも多くの症例にエンテカビル治療が行われている。一般にエンテカ
ビルは他の核酸アナログ製剤であるラミブジンやアデホビルに比べて耐
性株の出現する確率は低く、2年で 1％以下であると言われている。今回、
エンテカビル治療中に耐性変異を生じた 3例を経験したため、文献的考
察をまじえて報告する。

O-62-2 Smart Fusion を用いた肝腫瘍の診断と治療

○
よこはま し ろ う

横浜 吏郎1、安尾 和裕1、辻 忠克1、高添 愛2、辻 賢2、
斉藤 裕樹2、平野 史倫2、西村 英夫2

NHO 旭川医療センター 総合内科1、NHO 旭川医療センター 消化器内科2

【目的】Toshiba APLIO500 に搭載された Smart Fusion は、CT・MRI
のボリュームデータと超音波画像を磁気センサーで位置情報を関連付け
て表示することができる。この装置により超音波だけでは同定が困難な
病変を、リアルタイムにCT・MRI 画像と比較しながら検索することが
可能となった。今回我々は同装置を用いた肝腫瘍の診断・治療について
検討した。【方法】2013 年 1 月以降に Smart Fusion を用いて超音波検査を
施行した 19 症例 27 結節の肝腫瘍（肝細胞癌 26 結節、転移性肝腫瘍 1
結節）を対象とした。 reference 画像として 15 結節では dynamic CTを、
12 結節では Gd�EOB�MRI を使用した。このうち 15 結節についてはソナ
ゾイドによる造影超音波を同時に行った。また、13 結節に対してラジオ波
焼灼療法を施行した。【成績】Smart Fusion により目標とした 27 結節中
26 結節（96％）を同定することができた。造影超音波でも同様に肝腫瘍を
同定できたが、3結節では腫瘍深部の血流を確認できなかった。内科的局
所治療を行った結節のうち、ラジオ波焼灼療法を行った 13 結節のうち 11
結節（85％）でTE4 が達成され、mass reduction 目的の 1結節も目標部
を焼灼できた。造影超音波と比較した Smart Fusion の長所として、1）検
査時の造影剤投与が不要で時間を気にせず描出に専念できる、2）深部病
変でも描出能が保たれる、3）モニターに使用する超音波画像の分解能が
良好といった点が挙げられる。その一方、1）検査中に体位を変えること
ができない、2）real�time に実際の血流を確認できないことが欠点と思わ
れた。【結論】Smart Fusion は肝腫瘍に対する診断・治療の精度を向上さ
せる有力な検査法となりうる。
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O-62-3 肝原発神経内分泌腫瘍の1例

○
よ し だ としたけ

吉田 俊丈1、長沖 祐子1、大原 英司1、後藤 栄造1、井上 基樹1、
濱田 博重1、富吉 秀樹2、竹崎 英一1

NHO 東広島医療センター 消化器内科1、
NHO 東広島医療センター 放射線科2

症例は 65 歳女性．II 型糖尿病に対し近医で経過観察中，血糖コントロー
ル不良にて当院紹介受診となる．腹部超音波検査では肝内に最大径 70
mm大の SOLをはじめとする low echoic な多発腫瘤を認め，腹部 dy-
namic CTでは動脈相で強く濃染し，EOB�MRI では肝細胞相で low in-
tensity の多発腫瘤を認めた．血液検査ではHBs�Ag，HCV�Abともに陰
性で，肝機能障害などは認めず，腫瘍マーカーはAFP4.4ng�ml，PIVKA�
II31mAU�ml，CEA2.4ng�ml，CA19�9 10.1U�ml であった．上部および下
部消化管内視鏡検査も明らかな異常所見は認められなかった．肝細胞癌
とは非典型的な画像所見であったため経皮的肝腫瘍生検施行．血管線維
性間質を伴う小型均一な類円形核と好酸性細胞質を有した立方状ないし
短円中状の腫瘍細胞が索状配列に形成，増殖した neuroendocrine mor-
phology の所見で，免疫組織学的染色では synaptophysin（3＋），CD56
（3＋），chromogranin（�），Ki�67（2.4％），neuroendocrine tumor（NET）
rgade2 と診断した．PET�CT検査，小腸カプセル内視鏡も施行したが他
部位に原発巣を認めず肝原発NETと診断した．その他血液検査はNSE
7ng�ml，Pro�GRP 65pg�ml，インスリン 6.5μU�ml，ガストリン 420pg�ml．
血管造影検査では hypervascular な腫瘍濃染を示した．切除不能肝原発
NETに対して肝動脈塞栓術を施行，非機能性NETであったがオクトレ
オチド LAR投与を開始した．現在治療開始から 3ヶ月経過し，腹部 dy-
namic CTにて肝腫瘍は縮小傾向である．【結語】肝原発NETは非常に稀
であり，急速に進行し悪性度も高く，予後不良であるとの報告もある．今
回肝動脈塞栓術，オクレオチド LAR投与で良好な経過をたどっており，
貴重な症例であると考え，若干の文献的考察を加えて報告する．

O-62-4 膵臓、肝臓に発生した神経内分泌腫瘍（NET）に
対して同時切除を行った多発性内分泌腫瘍症
（MEN）1型の1例

○
かじおか ひ ろ き

梶岡 裕紀、稲垣 優、濱田 侑紀、西井 豪、安井 七々子、
赤井 正明、野々下 崇、河田 健吾、磯田 健太、北田 浩二、
西江 学、濱野 亮輔、奥谷 大介、徳永 尚之、宮宗 秀明、
高橋 健司、常光 洋輔、三好 和也、岩川 和秀、岩垣 博巳

NHO 福山医療センター 肝胆膵外科

症例は 50 歳代、女性。当院脳神経外科にて高 PRL性下垂体腺腫に対して
手術施行後経過観察されていた。術後 16 年目に近医より甲状腺及び肝腫
瘍にて当院紹介受診となった。2人の姉は各々副甲状腺腫瘍、膵腫瘍の手
術歴があり、さらに 4人の子のうち 3人は膵腫瘍または下垂体腫瘍を罹
患しており、多発性内分泌腫瘍症（multiple endocrine neoplasia：以下
MEN）1型の家系であった。血液検査では高Ca 血症、高インスリン血症、
高GH血症、高 PTH血症を認めた。腹部造影CT検査では膵尾部に 9mm
大の濃染される病変を認めた。さらに肝 S7�8 領域に 21×21mmの辺縁
より徐々に濃染される境界不明瞭な腫瘤性病変を認めた。Gd�EOB�
DTPA造影MRI 検査では肝動脈相でリング状濃染され、肝細胞相では低
信号を呈した。頸部CT検査にて甲状腺左葉上極背側に 5mm大の結節を
認めた。肝生検では免疫染色にて神経内分泌腫瘍の形態を示し、術前診断
はMEN1 型に発生した肝転移を伴う膵神経内分泌腫瘍及び副甲状腺腫
瘍とした。手術は肝右葉切除及び膵尾部切除を施行した。病理組織学的検
査は両腫瘍ともに choromograninA 陽性、CD56 陽性、synaptophysin
陰性であったが、膵腫瘍は glucagon 陽性で肝腫瘍は glucagon 陰性であ
り、各々が原発と考えられた。副甲状腺腫瘍については後日副甲状腺全摘
出術自家移植を行った。術後 2年経過しているが、現在のところ再発は認
めていない。MEN1 型に発生した同時性膵、肝神経内分泌腫瘍の 1例を経
験したので文献的考察を加え、報告する。

O-62-5 膵 perfusion CTによる膵癌の予後予測（第2
報）

○
た け だ かずのり

武田 和憲、島村 弘宗、木村 憲治、佐藤 明弘
NHO 仙台医療センター 外科

膵癌は乏血性の腫瘍であり、perfusion CTによる腫瘍の血流評価（CT
機器は Philips Brilliance 16、Maximum slope 法）は膵癌の診断および予後
評価に有用であることを 2012 年の国立病院総合医学会において報告し
た。今回、我々は前回とは異なる症例および撮像方法の異なる Siemens
SOMATOM（Maximum slope 法）を用いて膵癌の予後評価における有用
性について再度検討した。［対象および方法］2010 年から 2013 年の膵癌切
除例のうち、Siemens SOMATOMを用いて perfusion CTを行った 15
例を対象とした。perfusion のパラメータとして blood flow（BF）、blood
volume（BV）、permeability（PM）を評価の対象とした。［結果］膵癌切
除例においてはBFと BV、PMの間にそれぞれ正の相関を認めた。腫瘍
径とBFの間には負の相関を認めた。膵癌切除後死亡が確定した症例の
生存曲線解析から生存期間の中央値は 13.9 ヶ月であった。これを end
point として BF、BV、PMの ROC解析を行い、AUCはそれぞれ 0.824、
0.7857、0.7857 であった。Cut�off 値をそれぞれ 13ml�100ml�min．、2.1
ml�100ml、18ml�100ml�min．とすると感度は 71.4～78.5、特異度は 75～
100 であった。BFおよび PMにおいて cut�off 値以上、以下に分けて生存
曲線をKaplan�Meier 法にて描き、Log rank test にて検定した結果、
BF＞13ml�min．�100ml の群、PM＞18ml�min．�100ml の群で有意に予
後が良好であった。［結語］perfusion CTによる腫瘍の血流評価は膵癌切
除例において予後の予測に有用である。

O-62-6 膵悪性充実性腫瘍の診断におけるEUS�FNA
検体によるK�ras 遺伝子変異検索の意義

○
かさはら かつひろ

笠原 勝宏1、水本 吉則1、勝島 慎二1、中野 重治1、下釜 翼1、
熊谷 健1、江坂 直樹1、太田 義之1、見島 裕之1、岩本 諭1、
遠藤 文司1,2、米田 俊貴1、島 伸子1、前川 高天1、坂井 洋子3、
島津 章2

NHO 京都医療センター 消化器内科1、
NHO 京都医療センター 臨床研究センター2、
NHO 京都医療センター 内視鏡センター3

【はじめに】
超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS�FNA）の普及により膵腫瘤の診断精度
は飛躍的に向上したが，膵悪性充実性腫瘍の診断に際してEUS�FNA検
体による病理診断では偽陰性例も存在する。そこで，膵悪性腫瘍（特に膵
癌）で高率に認められるK�ras 遺伝子変異をEUS�FNA検体を用いて検
索し，診断成績の向上が得られるかどうかについて検討した。
【対象】
2011 年 1 月～14 年 4 月の間に充実性膵腫瘤に対してEUS�FNAを 63 例
に施行した。そのうちEUS�FNA・転移巣生検・手術等により悪性腫瘍
と病理学的に診断し，かつK�ras 遺伝子変異を解析した 39 例を対象とし
た。
【結果】
EUS�FNA検体による病理診断で悪性と診断できたのは 33�39 例
（84.6％）であった。同様に，EUS�FNA検体によるK�ras 遺伝子変異解
析で変異陽性であったのは 34�39 例（87.2％）であった。EUS�FNA検体
による病理診断で偽陰性であった 6例のうち，5例（83.3％）でK�ras
遺伝子変異を認めた。病理診断陽性あるいはK�ras 遺伝子変異陽性を悪
性と判断した場合，EUS�FNA検体で 38�39 症例（97.4％）において悪性
腫瘍が診断可能であった。
【考察】
臨床的に膵悪性充実性腫瘍が強く疑われるにも関わらずEUS�FNAによ
る病理診断で陰性となった症例については，K�ras 遺伝子変異を加味し
た診断を行うことで，診断精度の向上が可能であると考えられた。
【結語】
EUS�FNA検体を用いたK�ras 遺伝子変異解析は膵悪性充実性腫瘍の診
断精度向上に有用である。
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O-62-7 抗凝固療法中に胆嚢出血による内圧上昇から
胆嚢破裂をきたし発見された胆嚢潜在癌の1
例

○
とくなが なおゆき

徳永 尚之、岩川 和秀、野々下 崇、安井 七々子、濱田 侑紀、
赤井 正明、西井 豪、梶岡 裕紀、磯田 健太、北田 浩二、
濱野 亮輔、宮宗 秀明、常光 洋輔、大塚 眞哉、稲垣 優、
岩垣 博巳

NHO 福山医療センター 肝胆膵外科

【症例】85 歳男性。前日から遷延する上腹部痛を主訴に当院救急外来を受
診された。発熱と上腹部の圧痛および筋性防御を認め、血液生化学検査で
は炎症反応の上昇と肝胆道系酵素の上昇が指摘された。また 2ヶ月前に
脳梗塞を発症しワーファリン 4mg�日内服中であり凝固能異常も認めら
れた。緊急造影CT検査が施行され、胆嚢内に充満する high density な血
腫を疑う陰影と頚部前壁にてその貯留物が壁外に連続し胆嚢周囲および
右横隔膜下に腹水として貯留している所見が得られた。更に動脈相にて
胆嚢底部に extravasation を疑う所見も確認されたが腫瘍性病変は指摘
できなかった。以上より原因は不明であるが抗凝固能の亢進から胆嚢内
に出血し、胆嚢内圧が急速に高まった結果破裂を来した状態が強く疑わ
れ、緊急開腹胆嚢摘出術および腹腔洗浄ドレナージ術が施行された。術中
所見にても右横隔膜下から胆嚢周囲の血性腹水および血腫の貯留と胆嚢
頚部前壁にて約 1.5cm大の穿孔部が確認された。術中所見では指摘でき
なかったが切除標本では胆嚢底部腹腔側に約 3cm大の中心に陥凹を伴
う隆起性病変が指摘され、病理組織診断にて管状腺癌（tub1～tub2）で深
達度は漿膜下層（ss）までと診断された。リンパ節廓清の必要性などから
追加切除をお勧めしたがご高齢であることもあり手術は拒否され、現在
TS�1 による術後補助化学療法下に経過観察中である。【考察】胆嚢内出血
の原因としては出血性胆嚢炎、潰瘍、ポリープ、癌、胆石などが挙げられ
る。しかし、本症例のように胆嚢内出血が胆嚢破裂に繋がる症例の報告は
まれでありそれを契機に潜在癌が見つかった報告は検索し得た範囲では
見当たらなかった。文献的考察を加えて報告する。

O-62-8 腹腔鏡手術を導入した総胆管結石症に対する
当院の手術症例の検討

○
す ず き ひであき

鈴木 秀明1、石丸 啓2、湯汲 俊悟1、森本 真光1、古田 聡1、
山内 康裕1、久保 義一1、阿部 聖裕1、岩田 猛1

NHO 愛媛医療センター 外科1、愛媛大学 消化管腫瘍外科2

【はじめに】当院では総胆管結石症に対して内視鏡的結石除去術を第一選
択としているが、処置困難例に対しては開腹手術の適応としており、2009
年からは腹腔鏡手術を導入している。【対象と方法】2005 年 4 月より当院
にて行った総胆管結石症に対する手術 22 例を対象として検討した。男女
比は 11 : 11、平均年齢は中央値で 79.5 歳（37�89）、総胆管結石数は平均
3個、総胆管結石の最大径は平均 9mmであった。これらを腹腔鏡手術群
（L群）の 10 例と開腹手術群（O群）の 12 例の 2群に分けて検討した。
【結果】年齢、性別、結石数、結石最大径は、2群間に有意差を認めなかっ
た。平均手術時間は L群：372 分、O群：226 分と L群に長い傾向であっ
た。平均出血量は L群：47.5g、O群：166.3g と有意差をもってO群に多
くみられた。術後からの立位までの時間、排ガスおよび排便までの時間を
カルテより集計した結果、平均値はすべて L群が短く、排便までの時間に
有意差を認めた。手術翌日の白血球数（�μl）（L : 11015，O : 9553）および
CRP（mg�dl）（L : 4.968，O : 3.282）に有意差を認めなかった。手術から退
院までの平均在院日数は L群：25.9 日、O群：37.3 日であった。【まとめ】
総胆管結石症に対する腹腔鏡手術は開腹手術に比して、術中の出血量が
減少し、術後の排便までの時間を短縮できた。今後、内視鏡的結石除去術
に加え、総胆管結石症の治療の第一選択の可能性を検討していく必要が
あると考えられた。

O-63-1 褥瘡評価・管理アプリの作成とその有用性

○
み よ し けん

三好 研
NHO 高知病院 皮膚科

高齢化社会を迎えたわが国では、今後ますます褥瘡患者が増えることが
予想されている。褥瘡診療では、症状によって治療法が異なるため、今の
状態を正しく評価できることが求められる。現在、褥瘡を評価するツール
として使用されているのが、2008 年に日本褥瘡学会より公開されたDE-
SIGN�Rである。DESIGN�Rでは、深さ、滲出液、大きさ、炎症�感染、
肉芽組織、壊死組織、ポケットの 7項目について評価を行い、深さ以外の
6項目の合計点（0～66 点）を算出する。その総点が創の重症度を表して
いるのだが、各項毎に点数が細かく設定されているため、暗算で総点を算
出することは不可能である。そこで、褥瘡診療を効率化する目的で、褥瘡
患者の管理と褥瘡評価を簡単に行うことができる iOS 用アプリを作成し
た。登録した患者をグループに振り分けるアルゴリズムを開発し、目的の
患者を素早く選択できるように工夫した。また、評価の入力方法を簡略化
し、すべての評価入力が完了すると自動的にDESIGN�Rの総点が算出さ
れるようにした。さらに、紙カルテと電子カルテのいずれの場合でもアプ
リ内のデータが利用できるように、写真と経過表をそれぞれ端末内のカ
メラロールに保存できるようにした。当院では褥瘡回診の際にこのアプ
リを利用しているが、iPod touch だけ持参すればよくなったため、病棟間
の移動が楽になった。また、短時間で総点が算出できるようになったた
め、患者への身体的負担も減らすことができた。さらに、治療経過を写真
で確認できるようになったため、実際に診療にあたっていない医療従事
者であっても、看護ケアを含めた治療方針を客観的に評価できるように
なった。

O-63-2 看護師の褥瘡予防に対する行動変化について

○
は ら だ か な

原田 佳奈、山下 真美、沖田 のぞみ、松永 亜佐美、
大川内 隆、小畑 みづほ

NHO 嬉野医療センター 看護部 西1病棟

【目的】昨年A病棟では褥瘡発生率が他病棟と比較し、高いという結果か
ら看護師の褥瘡に対する認識を高め、統一した看護ができるように褥瘡
予防対策を行った。今回、それらの対策の効果検証として、褥瘡発生率の
変化、看護師の行動変化について明らかにする。【方法】H25 年 3 月～H
26 年 2 月。対象：A病棟看護師 23 人。方法：新規褥瘡発生率を算出し、
看護師の行動変化についてアンケート調査。分析方法：前年度との褥瘡
発生率の推移及び、ブレーデンスケール、DESIGN―Rの変化とアンケー
ト結果より褥瘡予防対策の効果を検証する。【結果・考察】褥瘡発生率は
H24 年度の 1.41％からH25 年度 2.23％と増加していた。ブレーデンス
ケール平均：H24 年度 11.4、H25 年度 15.5 と患者の褥瘡発生要因リスク
は低くなっていた。DESIGN―R平均：H24 年度 8.2、H25 年度 6.6 であっ
た。結果、褥瘡発生率減少には至らなかったが、日々の皮膚観察により褥
瘡を軽症の段階で早期発見、適切に対処できたことで、一部の患者を除き
順調に治癒することができた。また、アンケートより病棟スタッフのほと
んどが褥瘡予防対策について、日常の看護場面での活用があまりできて
いなかったことがわかった。今後は、褥瘡発生前段階での予防が課題と考
える。取り組みとして、褥瘡発生リスクの高い患者のカンファレンスの充
実や褥瘡処置・予防具の使用方法に関する勉強会を行い、褥瘡発生予防
に対する知識や患者個々の状態変化を踏まえたアセスメント力を高める
必要がある。また、褥瘡発生事例を用いて、看護の振り返りを行うことに
よって看護の実践知獲得につなげ、褥瘡予防に対する意欲向上へつなげ
たい。
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O-63-3 リウマチ・膠原病患者における褥瘡発生の要
因分析

○
は た ぶ と も こ

幡生 朋子、一木 梨沙、小林 あかね
NHO 九州医療センター リウマチ・膠原病センター

【はじめに】当病棟における関節リウマチ・膠原病患者の褥瘡発生した患
者と発生していない患者について、電子カルテによる実態調査を行うこ
とで要因を明らかにしたため、ここに報告する。【方法】1．対象平成 23
年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日に当病棟へ入院した関節リウマチ・膠
原病患者のうち、褥瘡発生した患者 32 名と発生しなかった 32 名を対象
とした。1）データ収集方法調査項目には性別・年齢・自立度を加え、OH
スケールと厚生労働省が提示している褥瘡発生危険因子指標、病棟の特
徴に基づいて 19 項目を選定した。2）分析方法対象患者が入院している期
間のカルテから情報収集し 19 項目の褥瘡発生危険因子を用いて褥瘡発
生群と非発生群を t検定を用いて分析した。【結果】褥瘡発生要因と危険
因子は、関節リウマチ群では手術の有無の 1項目において有意差を認め
た。膠原病群においては浮腫の有無、OH点数、オムツの着用の有無、糖
尿病の有無の 4項目において有意差を認めた。【考察】術後の離床遅延や、
状態変化に伴うOH点数上昇・おむつ着用が褥瘡要因となっており、ま
たステロイド内服に伴う糖尿病等にて褥瘡治癒遅延が考えられる。当病
棟では、週 1回 OH再評価を行っているが、状態変化時の適時適切な再評
価と早期介入が求められる。【まとめ】1．リウマチ群の危険因子は手術の
有無であった。2．リウマチ群の褥瘡発生者で手術したものは 13 名のう
ち、術後 1週間以内に褥瘡発生したものは 8名であった。3．膠原病群の
危険因子は浮腫の有無、OH点数、オムツ着用の有無、糖尿病の有無であっ
た。4．今後は 1～3の結果をもとに、ケア指標の作成や勉強会の開催など
をおこなっていく。

O-63-4 後期高齢者市中肺炎における虚弱（フレイ
ル）について

○
た ぶ ち じゅんこ

田淵 潤子1、来見 彩花1、藤原 朝子1、才野 壽子1、
矢田貝 美佳1、長谷 宏明1、安藤 充1、長谷川 里香1、
木村 真理1、久光 和則1、冨田 桂公2

NHO 米子医療センター NST1、NHO 米子医療センター 呼吸器内科2

【目的】
虚弱（フレイル）とは、加齢に伴い生理的予備能が低下することでストレ
スに対する脆弱性が増し、Adverse Health Outcome（障害、施設入所、
死亡）を起こしやすい状態である。
また、サルコペニアとは、加齢による筋肉の量と質（機能）の両方が低下
した状態を表す。これらは老年症候群と呼ばれ、後期高齢者（75 歳以上）
肺炎においては、老年症候群の原因または進行要因と考える。
これまで、我々は入院時の後期高齢者（75 歳以上）の市中肺炎患者におけ
るサルコペニアについて検討してきた。
今回我々は、後期高齢者市中肺炎における虚弱とサルコペニアの関係に
ついて検討したので報告する。
【方法】
対象は、入院前は自立歩行可能であり、市中肺炎にて入院した 75 歳以上
の患者 32 例。入院時に、歩行速度の評価、超音波エコーによる大腿直筋
厚の測定を行い、サルコペニアの評価を、さらに、Edmonton Frail Scale
（EFS）を用いて虚弱を評価した。
【結果】
32 例中サルコペニアと診断されたのは 30 例（94％）であった。又「虚弱」
と診断されたのは 16 例（50％）であった。
虚弱の点数が 8点に近づくにつれ、歩行速度、大腿直筋厚共に急峻に低下
し、EFSが 8 点以上となると、歩行速度、大腿直筋ともにほぼ横ばいで推
移した。
【結論】
後期高齢者市中肺炎患者の多くは、入院時はすでにサルコペニアの状態
であり、約 50％は虚弱を伴っていた。
サルコペニアに加え、虚弱を伴うことで、筋肉量、運動能が急速に減少す
るのではないかと考えられた。

O-63-5 肺癌患者におけるアミノ酸インバランス改善
を目的としたアミノフィール使用の1症例

○
にし ま き こ

西 真喜子1、後藤 康高2

NHO 長崎病院 栄養管理室1、NHO 都城病院 呼吸器内科2

【研究目的】肺癌患者では癌代謝と呼吸筋の筋力低下によるエネルギー代
謝亢進からアミノ酸インバランスに陥りやすい。そのためBCAAのたん
ぱく合成促進作用と異化抑制作用が肺癌患者のたんぱく量の崩壊の予防
にBCAA製剤は有効であると考えられる。肺癌患者（ステージ IIIB～IV）
におけるアミノ酸インバランス改善を目的としたアミノフィールの有効
性を検討したので報告する。【研究方法】1日 1包アミノフィールを 3か月
間夕食時または眠前に摂取する。1ヶ月ごとに身長、体重、Alb、BTR、
BUN、Cre、CRP、総リンパ球数等の測定と食事内容の聞き取りを行った。
【倫理的配慮】データは個人が特定されないよう処理を行った。【結果】59
歳男性、原発性肺癌、2003 年 3 月 25 日初診。2003 年 4 月 14 日左肺上葉
切除・リンパ節廓清。2005 年 10 月よりイレッサ内服開始の患者。飲用開
始前と飲用開始 3か月後の変化は、食事充足率は 111％→92％。体重は 3
か月で約＋7％（＋4kg）の体重増加あり。Alb 値 3.8mg→4.0mg�dL。BTR
値 7.33mg�dL→6.64 mg�dL。BUN�Cre 比値 28.0mg�dL→18.5mg�dL。
CRP値 0.9mg�dL→0.2mg�dL。総リンパ球数 669.mm2→1129.6mm2。【結
論】あきらかな改善は認められなかったが、飲用開始前と飲用開始後では
体重とCRP、総リンパ球数の変化の差はみとめられた。BCAA摂取によ
るアミノ酸インバランスの改善が示唆される。

O-63-6 給食施設における災害時の食生活支援～第2
報 訓練・献立の見直しを実施して～

○
う ら た ま さ し

浦田 正司1、二村 えりな1、石井 陽菜1、森野 進1、中谷 紀子1、
紙野 晃人2

NHO やまと精神医療センター 栄養管理室1、
NHO やまと精神医療センター 院長2

【はじめに】阪神大震災後、大規模災害発生時の非常食の整備が進んでお
り、賞味期限切れ、後補充等の問題点・改善点を昨年当学会にて報告し
た。後補充に関しては献立に取り入れ、患者食糧費を圧迫することなく更
新できている。今回、栄養管理室職員が不在の場合でも食事提供できるシ
ステムを検証、改善点等を報告する。【目的】大規模災害発生に伴う、食
材の納入の停止、ライフラインの障害、調理員の確保が困難等の状況に対
応した患者への食事提供手段の確保、炊き出し訓練及び日常の献立に用
いた際の問題点の改善。【方法】非加熱、非調理で患者への提供が可能で、
配膳・配食が容易であること、当院入院患者の特殊性（普通・きざみ・特
きざみ、およびミキサー食形態）を考慮し、備えた非常食を用いた実践
（訓練）を行い、非常食の適否を評価した（日常の献立に用いた際の工夫
を含む）。【結果】炊き出し訓練を行うことにより災害発生時の食事提供に
対する動機付けができた。日常の食事として提供する際、パン粥提供患者
には工夫が、汁物は具が大きいため、きざみ食では摂取に注意が必要で
あった。また一部献立を見直した。【考察】職員の転勤等による非常食の
認識の相違、非常食を使用した実践（訓練）の継続が今後の課題である。
【さいごに】日常の献立に流用でき、災害等がいつ起きても対応できる非
常食の取り扱いが重要であると感じた。
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O-63-7 ICU病棟における急性期NST活動の取り組
み

○
お お あ く あい

大阿久 愛1、栗山 綾乃1、追木 正成1、山川 裕子1、金森 功次1、
栗田 裕美1、曽部 知恵1、比嘉 並誠3、田中 寛4、石原 淑子2、
佐藤 ソメヨ2、篠原 亜樹5、神谷 しげみ1、河野 公子1、
岡本 竜哉2、河内 正治5

国立国際医療研究センター病院 診療運営管理部門 栄養管理室1、
国立国際医療研究センター病院2、西群馬病院3、東京家政大学4、
苫小牧市立病院5

【目的】当センターでは 2005 年よりNSTが発足し、内科・血液内科・外
科系の 3つの実働部隊で活動してきた。集中治療患者は組織損傷や炎症
などにより栄養需要量が増大している。低栄養状態の持続は予後に甚大
な悪影響を及ぼす事が予想されるが、急性期においては原疾患の治療が
優先され、また高血糖や消化管機能不全等から有効な栄養療法が開始さ
れないまま経過するといった事例を多々経験してきた。そこで今回我々
は、早期に栄養介入する事で、ICU在室中および退室後の治療経過の改善
に貢献すべく、ICU入室患者を対象に急性期NST活動を開始したので報
告する。【方法】栄養介入を行う患者は、ICU入室後 3日以上経過し長期
在室が予想される患者でかつ栄養の立ち上げがうまく行われていないと
判断される症例とした。【結果】症例は S状結腸憩室穿孔による汎発性腹
膜炎に伴う敗血症ショックで ICUに緊急入室した男性。入室 1週間後よ
り栄養アセスメントを開始した。当初は中心静脈栄養のみだったが、消化
管使用可能な段階より経腸栄養（GFOから最終的に半固形化栄養剤）へ
と移行した。慢性腎不全による透析患者であり生化学的な評価に難渋し
たが、半年後には長期療養型病院へ転院することができた。【結論】急性
期のNST活動では加算は取れないものの、介入によってその後の予後の
改善に貢献できると考えられる。さらに一般病棟へ移った後のNST活動
へのスムーズな移行も可能となる。そのためにも、患者のスクリーニング
を迅速かつ正確に行い、経腸栄養投与開始のタイミング、適切な栄養量・
バランスなどを堅実にサポートし、効果判定をするなどして充実させて
いきたい。

O-63-8 安全な嚥下食の提供を目指して～「なめらか
食」導入の取り組み～

○
く る み あ や か

来見 彩花、橋田 英明、渡邊 和志、後藤 寿秀、落合 敏彦、
田淵 潤子、藤原 朝子

NHO 米子医療センター 栄養管理室

【背景】年 2回実施している入院患者の栄養調査では、後期高齢者が 45％
を占めている。また 2010 年に実施した歯の欠損状況調査では、対象者の
約 50％に奥歯の欠損がみられた。咀嚼困難・嚥下困難対応食として、ゼ
リー食、ペースト食などを提供してきた。しかし、嚥下障害にも適した硬
さでかつ形のある食事を提供してほしいという要望を受け、ペースト食
を加工した見た目も普通食のような嚥下食「なめらか食」の導入を開始し
た。
【目的】食材、調理方法によりペースト食の仕上がりが異なることをこれ
まで経験していた。嚥下困難に対応するためには、物性が一定である必要
がある。そのため、なめらか食の物性の安定をはかるため、食材や調理方
法ごとに添加するだし汁やゲル化剤の割合を検討した。また品質を評価
するため、業者に依頼し物性測定を行った。測定温度帯は 20℃及び 45
℃、評価項目は、硬さ、凝集性、付着性とした。評価基準は、嚥下困難者
用食品の許可基準を用いた。
【結果】魚の煮付は 20℃で基準 3、45℃で基準 2となった。鶏肉の炒め物
は 20℃で基準 4、45℃で基準 2となった。キャベツ煮浸し、チンゲン菜
煮浸し、人参含め煮は 20℃と 45℃共に基準 2となった。南瓜含め煮は 20
℃と 45℃共に基準 3となった。
【考察】既製の嚥下食は安定性は良いが患者に適した物性のものばかりで
はない。食材や調理方法ごとに添加するだし汁やゲル化剤の割合を検討
した手作りのなめらか食は、患者に適した物性の調整も可能である。今後
さらに測定数を増やし、物性を数値で客観的に評価し、安心安全な食事の
提供と喫食率の向上に努めたい。

O-64-1 外来高血圧患者の食塩摂取量の実態と栄養指
導による減塩の効果

○
おおにし ま さ と

大西 正人、田中 妥典、山根 あゆみ、田村 美帆、内藤 裕子
NHO 東近江総合医療センター 循環器内科

【背景】治療ガイドラインにおいて、高血圧症の患者は 1日 6g までの減塩
が推奨されている。【目的】高血圧症の外来患者が塩分制限を守れている
のかを調べ、塩分摂取量を規定する因子は何か、また栄養指導が減塩に効
果があるかどうかを検討する。【方法】対象は平成 23 年 9 月から平成 26
年 5 月までの間に当科の外来患者で、随時尿を採取できた延べ 205 人。随
時尿を用いて 1日食塩摂取量を推定した。さらに食塩摂取量と体重、血
圧、脈拍、HbA1c との相関関係を検討した。【結果】全患者の推定 1日食
塩摂取量は 9.4±2.6g、6g 未満だった患者は 22 人（11％）であった。食塩
摂取量と体重（r＝0.18，p＜0.05）、収縮期血圧（r＝0.21，p＜0.01）との
間に有意な正の相関を認めた。また体重とHbA1c の間に有意な正の相関
を認めた（r＝0.40，p＜0.001）。減塩指導を行った 32 名の推定 1日食塩摂
取量は有意に減少した（指導前 11.4±2.9、指導後 7.6±1.9、t 検定 p＜
0.001）が、6g未満を達成できた患者は 4人（12.5％）であった。【考察】
体重と食塩摂取量、および体重とHbA1c の間に有意な正の相関関係を認
めたことから、食事量が多く、カロリー過剰の太った人は糖尿病になりや
すく、塩分も多く摂っていると推察される。【結論】約 9割の高血圧症外
来患者の食塩摂取量は目標値を超えていたが、食塩摂取量と収縮期血圧
との間に有意な正の相関関係を認めたことから、食塩制限を遵守すれば
高血圧症の改善につながると考えられた。しかし、栄養指導を受けた患者
の約 1割しか 6g未満を達成できず、根気強い介入が求められる。

O-64-2 精神疾患を合併した患者の褥瘡管理

○
み す み も と こ

三角 素子、川端 陽子
NHO 九州医療センター 看護部

【目的】無治療の統合失調症患者が自宅で褥瘡を発生した。一般病棟で対
応に苦慮しながらも、患者の褥瘡治癒過程を支援する関わりができた。事
例を振り返り、精神疾患を有する患者の褥瘡発生要因を分析し、必要なケ
アを検討する。【症例】40 歳代。女性。卵巣腫瘍。【現病歴】腹部の巨大腫
瘤により自力体位変換が困難となり、救急要請し緊急入院した。入院時の
CT上、腫瘍サイズは 44cm×33cm、推定重量 30kg であった。右大転子、
腹部、右肋骨部に深い褥瘡を形成していた。【経過】入院当初はケアに対
して拒否的で、体位交換すら実施できない状況だった。効果的に褥瘡ケア
にあたるため褥瘡対策チームと連携した。ケア時の苦痛が最小限となる
ように支持的に関わり、また、入院中に統合失調症と診断され薬物療法を
開始した。患者の拒否的言動は減り、自身で体位変換をし、ケアを受け入
れられるようになった。入院 41 病日目に卵巣腫瘍摘出術を施行し、さら
に患者の活動性は向上した。褥瘡は洗浄、軟膏塗布、デブリートマンなど
の処置で入院中に全て治癒に至った。【考察】褥瘡が改善していくにつれ
身体的苦痛が緩和し、ケアに協力的な態度をとることができるように
なった患者の変化と、患者の状態を早期にアセスメントしたうえでの統
一したケアの提供、褥瘡の発生要因を多角的にとらえ身体的、精神的、社
会的側面からの介入、といった看護師の関わりが相互に作用し、褥瘡は治
癒に至る事ができた。【結論】1．精神疾患による苦痛を理解し、褥瘡発生
要因を多角的にとらえ治癒過程を整える事で、褥瘡治癒過程をたどる事
ができた。2．チームでケアに当たることで褥瘡治癒過程を促進すること
ができた。
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O-64-3 当院における医療関連機器圧迫創傷の現状に
ついて

○
ま き の ま き こ

牧野 麻希子、熊井 佳代、三谷 あずさ、黒澤 孝子、
伊藤 晶子、有泉 牧人、妹尾 真佑、新谷 和之、瀧口 裕子、
船津 栄、宮田 聡子、村下 一晃

NHO 横浜医療センター 褥瘡防止対策チーム

はじめに：医療が高度化し、急性期や慢性期を問わず様々な医療機器が
使用されている。その結果、医療機器によって発生する創傷も少なくな
い。こういった創傷は医療関連機器圧迫創傷（以下MDRPUと称す）と呼
ばれている。当院でもMDRPUは問題となっており、2010 年より褥瘡と
は分類して調査をしてきた。その状況について報告する方法：過去 4年
間の褥瘡集計データーより必要事項を抽出し調査を行った。結果：
MDRPU発生件数は 2011 年には 20 件、2013 年は 36 件と年々増加傾向で
あるが、4年間の発生別分類では、弾性ストッキング・弾性包帯が一番多
く、次にシーネによる発生とNPPVによる発生となっている。2010 年は
NPPVマスクによる皮膚損傷が最も多く、その予防のための対策を講じ、
その後はNPPVによるMDRPUは減少している。2011 年から現在に至っ
ては弾性包帯とストッキングによる発生が一番多いものの、勉強会やス
トッキングの変更などにより件数は徐々に減少してきている。考察：
MDRPUが起こる要因として、高度な治療が必要で、持続的な医療機器の
使用が行われていることが大きい。また血圧が低い、苦痛を訴えられない
など患者側の全身状態も影響していると考える。MDRPUはいかに予防
するかが重要であると言われているが、NPPVや弾性ストッキングなど、
起こった問題に対応し対策を立てることで減少していることから、適切
な対処方法を検討することが重要であると考える。まとめ：当院の
MDRPUを減少させるために、使用方法や観察方法について対策を検討
する必要がある。また発生を未然に防ぐために、看護師への教育も重要で
ある。

O-64-4 栄養士が関わり目標エネルギーの摂取が可能
となった拒食症患者の1症例

○
の ぐ ち ま な

野口 真菜、大河内 友美、井手 孝、白野 容子
NHO 呉医療センター 栄養管理室

【はじめに】
拒食症患者の栄養状態の改善には、面談を繰り返し、患者の食事に対する
負担を軽減した適切な食事提供が必要である。
【症例】
15 歳女子、平成 25 年 9 月、学校環境への不適応により拒食症を発症し入
院となった。入院時、身長 150.9 cm、体重 31.1 kg、BMI13.7 kg�m2であっ
た。1900 kcal�day の食事から開始したが、入院前の食事と比較し量が多
いことが、患児にとってストレスとなった。そのため主治医より連絡があ
り、1回目の面談後 1500 kcal�day の食事に減量をした。また、2回目の面
談により拘りのある食品を聞き取り、それらを禁止した個人献立での対
応を開始した。入院 14 日目、患児から主食量が多いと訴えがあり米飯を
100g から 80g に減量した。それに伴うエネルギー減少を補うため、少量
でエネルギーが摂れる揚げ物や果物の缶詰を献立に取り入れた。これに
より入院 21 日目から完食が可能となった。入院 25 日目に主治医から、食
事を 1800 kcal�day までにできないかと相談があった。面談後米飯の量を
80 g から 100 g に増やし、牛乳の付加や調味量でエネルギーアップを
図った。その後も全量摂取を継続でき、平成 25 年 11 月退院となった。退
院時、体重 38.05 kg、BMI16.7 kg�m2であった。
【考察】
食事摂取が少ない場合に、単に付加食をつけて目標エネルギー量を確保
することが適切とは限らない。本症例のように、見た目が多くて食事が進
まない場合には、調理法等でエネルギーアップを図ることが必要となる。
面談を重ねて患児の食に対する感情を傾聴し、患児の要望を取り入れた
食事を提供することで、心身の負担を軽減することができた症例であっ
たと考える。

O-64-5 2型糖尿病患者の食行動の特徴と精神疾患と
の関連

○
ふ る た まさし

古田 雅1、酒匂 赤人2、近藤 忠之3、竹内 悠2、三塚 智彦2、
濱崎 秀崇2、勝山 修行2、鵜重 順康3、榎本 哲郎3、松原 弘樹1、
野口 一彦1、柳内 秀勝2

国立国際医療研究センター国府台病院 栄養管理室1、
国立国際医療研究センター国府台病院 内科2、
国立国際医療研究センター国府台病院 精神科3

【目的】2型糖尿病患者に認められる食行動のずれやくせは、食事療法の実
行、継続を妨げる要因となる。精神疾患を合併した糖尿病患者の食行動の
特徴は十分には解っていない。本研究では 2型糖尿病患者の食行動の特
徴と精神疾患の関連を調べた。
【方法】平成 23 年 12 月からの 1年間に当院内科を初診で受診した 2型糖
尿病の患者を後向きに調査した。患者背景、血液検査に加えて、坂田らの
食行動質問票（55 項目）に関して、精神疾患の有無で単変量解析を行った。
【結果】対象 98 例、うち男性 60 名、平均年齢 63 歳であった。37 例が精神
疾患を合併し、うち統合失調症が 13 例、気分障害が 12 例を占めた。精神
疾患合併群と非合併群の比較では、初診時のHbA1c は 8.5％で有意差は
認めなかったが、年齢（58.9 vs 65.9 歳）、BMI（27.6 vs 25.0）、中性脂肪
（248 vs 176）、γ�GTP（68.7 vs 44.6）に有意差を認めた。食行動質問票で
は、点数が高いほどその質問項目が当てはまることを意味するが、精神疾
患合併群は非合併群と比べて、「朝が弱い夜型人間である」，「口一杯詰め
込むように食べる」，「食後すぐでも次の食事のことが気になる」の点数が
有意に高く、「イライラしたり心配事があるとつい食べてしまう」は高い
傾向が見られた。また、「宴会・飲み会が多い」，「ビールをよく飲む」，
「お付き合いで食べることが多い」が有意に低く，「早食いである」は低い
傾向が見られた。
【考察】精神疾患を合併した 2型糖尿病患者は非合併患者と比べて血糖コ
ントロールに差はないが、年齢が若く、BMI や γ�GTPが高いという特徴
があり、食行動に関しては人との付き合いによる過食や飲酒などの要因
が少ないことが示唆された。

O-64-6 当院における摂食嚥下療法ラウンドとその効
果についての検討

○
う え の か よ こ

上野 佳代子1、籐 希望1、田邉 佳那1、宮崎 淑子1、酒井 光明2、
武末 史知子2、穴井 久美子3、海老澤 真3、赤崎 卓4、荒畑 創5

NHO 大牟田病院 統括診療部 循環器科 栄養管理室1、
NHO 大牟田病院 リハビリテーション科2、NHO 大牟田病院 看護部3、
NHO 大牟田病院 内科4、NHO 大牟田病院 神経内科5

【目的】当院では、摂食機能療法を実施する患者を対象にNSTラウンドの
一環として、医師、看護師、言語聴覚士、薬剤師、管理栄養士による摂食
嚥下療法ラウンドを実施している。今回、摂食機能療法を実施した患者に
ついて、その効果を摂食嚥下機能および栄養面から検討を行ったので報
告する。【対象】当院入院中で、2013 年 2 月から 2014 年 5 月までに 3ヶ月
間の摂食嚥下機能療法を実施した患者 25 名（男性 17 名、女性 8名）。年
齢は 7歳から 85 歳で平均 56.8±21.4 歳。主な疾患は、神経筋疾患と脳性
麻痺である。【方法】対象者の開始前および開始 1ヵ月毎の栄養摂取量や
充足率、生化学検査データ等から栄養状態を評価した。また摂食嚥下機能
については、大熊らが開発した摂食嚥下障害の質問紙を用い、A：重い症
状、B：軽い症状、C：症状なしの回答数の変化を調査し、それぞれの項
目が改善することによる効果も検証した。【結果】摂取エネルギー量につ
いては増加傾向を示したが、生化学検査データの有意な改善は認められ
なかった。食形態については、72％が現状維持でき、20％でレベルアッ
プが認められた。摂食嚥下機能面からの評価では、質問紙によるA項目
が減少した群でエネルギー充足率の有意な増加が認められ、B項目の減
少又はC項目が増加した群において、エネルギー充足率の増加および、食
形態のレベルアップが認められた。【考察】摂食嚥下機能療法は、医師、
看護師、言語聴覚士らによって実施することで算定されるものであるが、
管理栄養士もチームの一員として参画し、栄養的な面からアドバイスを
行うことで、機能維持、向上だけでなく栄養状態改善にも貢献できる可能
性が示唆された。
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O-64-7 長寿地域となった長野県の昆虫食文化から未
来の食材を考える

○
ま つ い き ん や

松井 欣也1,2,3、古川 香織1、竹内 由紀1、水野 壮3、内山 昭一3、
佐伯 真二郎3、石伏 穣4

NHO 南京都病院 栄養管理室1、
大阪教育大学大学院 教育学研究科 健康科学専攻2、食用昆虫科学研究会3、
学校法人大和学園 京都栄養医療専門学校 栄養士科4

【はじめに】厚生労働省の 2013 年報告（2010 年の調査結果）では、長野県
は男女とも長寿及び野菜摂取量で日本一であった。長野県には、イナゴ、
蜂の子、ざざ虫やゲンゴロウなどを食べる昆虫食の文化がある。これらの
昆虫は蛋白質やビタミン・ミネラルが豊富。特に長寿の地域である佐久
市で、長野県栄養士会佐久支部が 80 才以上の高齢者を対象に食の調査を
行った結果、多くの人が昆虫を食べていた。【対象・方法】大阪府栄養士
会会員 50 名を対象に昆虫食の喫食経験（4項目）や印象（22 項目）につ
いて『そう思う』、『ややそう思う』、『どちらともいえない』、『あまり思わ
ない』、『そう思わない』の五段階でアンケートを実施した。【結果】喫食
経験では「食べたことがあり、また食べたい」が 7％、「食べたことがない
ので、食べてみたい」が 23％、「食べたことがあるが、もう食べたくない」
が 15％、「食べたことがなく、食べたいとも思わない」が 55％であった。
印象では「食べられるものもあれば食べられないものもある」や「姿・か
たちがグロテスク」の項目で『そう思う』に近い値であった。【考察】「ま
た食べたい・食べてみたい」が 30％と低く、「気持ちが悪い」という心理
を印象付ける結果であった。昆虫も日本が古くから親しんできた食材の
一つであり、特に長野県では普通に家庭の食卓で食べられていた経緯が
あり、昆虫食も長寿と関係があると推測する。国際連合食糧農業機関
（FAO）は 2013 年 5 月に今後の世界の食料問題に対処するために、昆虫の
活用を勧める報告書をまとめている。今後、食用昆虫を「悪印象の軽減」
と「日常食へ」に向け、試食会行事等で普及に努めたい。

O-65-1 障害者施設病棟におけるNST活動の必要性と
有意性の評価の研究

○
い と う ち ひ ろ

伊藤 千裕1、田邉 佳那2、藤 希望2、上野 佳代子2、宮崎 淑子2、
河淵 正人3、荒畑 創4、赤崎 卓5

NHO 大牟田病院 薬剤科1、NHO 大牟田病院 栄養科2、
NHO 大牟田病院 企画課 入院係長3、NHO 大牟田病院 神経内科4、
NHO 大牟田病院 内科5

【目的】当院は、栄養サポートチーム（以下NST）稼働施設の認定を取得
している。しかし、当院はNST加算算定の対象施設ではない為、算定す
る事ができない。今回、障害者施設等入院基本料算定病棟である当院にお
けるNST活動の必要性と有意性を検討する。【方法】2009 年 9 月～2014
年 3 月までの栄養不良対象患者で介入患者を対象に、介入患者数、年齢、
診療科、血清Alb 値、BMI のデータ解析を行った。【結果】NST介入の月
平均患者数は 17.2 名で、2011 年度よりほぼ横ばいを推移している。NST
介入後、栄養状態が改善し介入終了となった患者は約 6割であった。その
中で、NST介入率の約 6割を占める神経内科患者で介入終了時、改善と
した患者は約 8割を占めており、介入率は少ないが、重症心身障害児（者）
での改善の割合は約 5割であった。介入前後の血清Alb 値では有意な改
善が認められた。また、再介入患者が年々増加していることがわかった
（2013 年度 23.9％）。【考察】今回の調査により、神経内科の介入患者の約
8割が改善にて終了となっていた。また、介入前後の血清Alb 値をみると
有意な上昇が認められた。これらのことより当院でのNST活動も医療に
貢献できていると考え、障害者施設等入院基本料算定病棟でのNST活動
も必要と思われる。しかし、今回の調査では、神経内科での介入終了時の
改善率は高い値を示したが、一般病棟では改善率が低く、不変にて終了と
なる割合が高い事も分かった。また再介入の患者数が徐々にではあるが
増加している事も分かった。今後は一般病棟での改善率が少ないことの
原因の考察、さらには再介入になった原因を調査し、その対応を考えてい
く必要があると思われる。

O-65-2 食事に関わる医療従事者の食形態イメージの
相違―理学療法士、作業療法士、言語聴覚士・
看護師ほかとの関連―

○
の の あ つ し

野々 篤志1,2、西村 愛美1

NHO 高知病院 リハビリテーション科1、
高知県地域医療提供モデル事業ワーキンググループ2

【はじめに】各地域で食形態の基準化やリハビリテーション（以下，リハ
ビリ）栄養に取り組む活動報告など食事に関連する報告が増えている。
我々は食事に関わる医療従事者の食形態イメージがどのように形成さ
れ、それに影響を及ぼす要因を明らかにした。【方 法】1）食形態に関連
するイメージの対尺度 30 項目を作成し SD法で調査を開始した。2）関連
職種の 3群間に、理学療法士（以下，PT）群、作業療法士（以下，OT）
群，食事介助経験あり群（看護師・言語聴覚士ほか）とした。3）食形態
イメージの信頼性には、Cronbach の α係数より内的整合性を検討し、5
段階評定の食形態イメージでの平均値を 3群間で比較するため分散分析
を用いた。【結 果】食形態イメージの対尺度で、因子得点に及ぼす α
係数は 0.810 で、食形態イメージの平均値を比較した 3群間では、OT
群と食事介助群、PT群と食事介助群で「親しみにくい－親しみやすい」・
「美味しくない－美味しい」・「非日常－日常」（p＜0.01）、「彩りがない－彩
りがある」・「馴染みがない－馴染みがある」・「作るのが面倒－作るのが
容易」・「見た目が悪い－見た目が良い」・「依存－自立」（p＜0.05）の対尺
度に有意差を認め、OT群と PT群、OT群と食事介助群で「消極的�積極
的」（p＜0.05）の対尺度に有意差を認めた。【考 察】今回、主に摂食・嚥
下障害食とリハビリの訓練内容を表す対尺度の項目に関連を認め、摂
食・嚥下障害食には、職種別に障害特有の専門性のある食事メニューの
浸透度・充実度の有無が、リハビリの訓練内容には職種別に、食事の自立
度を高める手段に必要な運動量および活動量の優劣、上肢機能を主とし
た訓練内容の有無が、食形態イメージに関連したと考えた。

O-65-3 チーム医療を実践し潰瘍を伴う肛門周囲皮膚
炎が治癒に至った一事例

○
かわばた よ う こ

川端 陽子
NHO 九州医療センター 看護部

【目的】チーム医療が効果的に実施され治癒困難な肛門周囲皮膚炎が治癒
促進された要因を分析する。【症例紹介】80 代女性。左閉塞性動脈硬化症。
Fontain 分類 4度。入院時、MRSA腸炎のためブリストル便性スケール
6～7の便失禁を認め、潰瘍を伴う肛門周囲皮膚炎あり。【看護の実際】入
院時より皮膚・排泄ケア認定看護師（以下WOCN）が介入。腸炎治療後
も便性が整わず便失禁が持続した。直腸潰瘍のため便失禁管理システム
は使用できず、約 1ヶ月治療的スキンケアを実施したが治癒困難だった。
現疾患の管理により、リハビリで車椅子移乗となった段階で、チーム医療
を強化しドライタイムを確保すれば治癒促進をできると判断し、WOCN
がコーディネーターとなりカンファレンスを実施した。患者の便失禁タ
イプとケアについて専門的知識の提供し、チーム医療が実践されるよう
褥瘡専任看護師が中心となり計画立案するよう支援した。結果、PTの協
力のもとポータブルトイレ移乗で排便環境を整え、NST介入で便性コン
トロールを実施しドライタイムを確保した。医師と相談し、局所ケアには
ストーマ用粉状皮膚保護剤とワセリン基剤軟膏を選択し、WOCNがケア
方法をスタッフに指導した。互いにケア効果を確認しながら、褥瘡専任看
護師と主治看護師が中心となり統一したケアを実施し、カンファレンス
実施後 2週間で治癒した。【考察】問題点の共有化を行い、患者ケアのコ
アスタッフの活動を支援する事、チーム医療の基盤作りを行う事で治癒
に至ることができたと考える。【結果】WOCNが他職種連携のコーディ
ネーターとなり、継続ケアが行えるよう支援活動を行う事が治癒促進の
一助となった。
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O-65-4 「減塩キャンペーン」を実施して―当院の取り
組み―

○
た か く み を

高久 美緒1、杉浦 朋子2、皆川 幸恵2、柳田 守2、指田 裕2、
宇賀神 藍2、鈴木 正隆2、川部 碧1、味原 稔1、中野 美樹1

NHO 栃木医療センター 栄養管理室1、キョウワプロテック2

【目的】塩分の摂り過ぎは、高血圧を引き起こし、心疾患や脳血管疾患の
要因にもなる。栃木県は、食塩摂取量の平均が全国で男性 10 位、女性 14
位と摂取量が高い傾向だった。（H24 国民健康栄養調査）そこで、当院の
入院患者に対し高血圧や脳卒中予防を目的として「減塩キャンペーン」を
行った。【方法】1．実施日：H26 年 4 月 22 日 2．対象：常食を摂取する入
院患者 51 名 3．方法：塩分 7g�日未満の食事を 3食提供。アンケートおよ
び残食調査の実施、減塩に関するリーフレットを配布 4．倫理的配慮：前
日に対象患者へ主旨を管理栄養士が説明し同意を得たものに実施。【結
果】『「減塩」を見直すきっかけになりましたか』「ややなった」51％、「とて
もなった」38％だった。『当院で召し上がっている常食に比べ、減塩キャ
ンペーン食の味付けはどうでしたか』「いつもより薄い」49％、「いつもと
同じ塩分」43％だった。残食は、「オクラごま和え」「りんご」が観察され
た。【考察】「減塩キャンペーン食」を実際に体験して頂いたこと、減塩に
関する資料の配布、アンケート結果より、減塩の啓蒙活動は有効であっ
た。残食調査では、野菜料理を残す方が多かった。今後は、残りの多かっ
た料理の見直しを行い、摂食率が向上するように努めていきたい。また、
「減塩キャンペーン」は継続的に実施し、意識の改革、行動の変容に繋げ
ていくことが重要であると考える。

O-65-5 穀類摂取の不足が疑われた妊娠糖尿病2症例

○
おおかわち と も み

大河内 友美1、村山 万純1、野口 真菜1、小倉 千明1、
宮武 志帆1、井手 孝1、白野 容子1、小川 知子2、小早川 真未2、
亀井 望2、水之江 知哉3

NHO 呉医療センター 栄養管理室1、
NHO 呉医療センター 内分泌・糖尿病内科2、
NHO 呉医療センター 産婦人科3

【はじめに】糖代謝異常を伴った妊婦では、正常な血糖日内変動範囲を達
成しながら妊娠期に十分な栄養摂取が可能となる支援が必要である。【症
例 1】37 歳女性。身長 161.0cm、体重 57.1kg（非妊娠時 46.0kg）。妊娠 37
週目に施行した 75gOGTT（血糖値 80�157�157mg�dl）で妊娠糖尿病と診
断され栄養指導を開始した。指導開始時の食事は、複合糖質である穀類の
摂取が不足し、単純糖質である砂糖・果糖の摂取は過多であった。適切な
量の穀類摂取と高血糖予防のために、砂糖の制限、果糖の適量摂取及び食
物繊維の摂取増加を促した。また、血糖変動を少なくするため、患者の生
活パターンから 4回食を導入した。継続指導を行い、妊娠 41 週目に施行
した 75gOGTT（血糖値 79�113�137mg�dl）は改善した。【症例 2】24 歳
女性。身長 156.0cm、体重 99.8kg（非妊娠時 100.0kg）。妊娠 13 週目に施
行した 75gOGTT（血糖値 82�206�178mg�dl）で妊娠糖尿病と診断され、
栄養指導を開始した。指導開始時の食事は、複合糖質である穀類の摂取が
不足していた。適切な量の穀類摂取と高血糖予防のために食物繊維の摂
取増加を促した。また、血糖変動を少なくするため、患者の生活パターン
から 6回食を導入した。継続指導を行い、妊娠 18 週目の現在、適正なエ
ネルギー・穀類摂取ができており、体重は 97.7kg に減少した。【結語】糖
代謝異常を指摘された妊婦で複合糖質である穀類の摂取不足が見られ
た。食後高血糖予防のための食事療法（分割食を含む）と共に、適量の穀
類摂取を促す栄養指導が必要と考えられた。

O-65-6 筋力強化訓練が栄養改善に及ぼす効果につい
て

○
もち や す き

餅 康樹、中山 環、森住 蘭、大土 彩子、奥田 沙慧、
高橋 千尋、永妻 佑季子、大槻 朱美、内藤 由子、谷川 清、
青野 幸余、玄 富翰、伊藤 孝仁

NHO 大阪医療センター 栄養管理部

【はじめに】長期間の臥床やADLの低下は廃用性筋萎縮等を引き起こし、
食欲不振や褥瘡発生など栄養サポートに難渋する原因となる。【目的】理
学療法士による筋力強化訓練が、NST介入患者の栄養状態に与える効果
について後ろ向きに検討する。【方法】2013 年 4 月～2014 年 3 月に NST
介入した患者のうち、主治医依頼で「筋力強化訓練」を理学療法士が週
80～200 分、1カ月間実施した 25 例（訓練有群）と、年齢・診療科をマッ
チさせた訓練未実施患者 29 例（訓練無群）を対象とした。介入時と 1ヶ
月後の栄養摂取量（kcal）、必要栄養量に対する充足率（％）・体重・血清
Alb・血清 CRPの変化量を比較した。【結果】介入時の年齢、性別、栄養
摂取量、充足率、体重に群間差はなかった。摂取栄養量は、1か月後に両
群とも増加（有群：＋403±596 kcal，P＜0.002、無群：＋291±453 kcal，
P＜0.02）、充足率も増加（有群：＋26.8±40.7％，P＜0.003、無群：＋19.8±
31.3％，P＜0.02）。体重は、訓練有群の 72％、訓練無群の 48％に減少傾向
を認めた。血清Alb 変化量は、訓練有群のみ有意に増加し（有群：2.7±
0.57→2.9±0.60 g�dl，無群：3.0±0.57→2.9±0.60 g�dl，P＜0.01）、血清 CRP
変化量は、訓練有群で減少傾向（�0.76±3.87 mg�dl）、訓練無群で増加傾
向（0.13±2.65 mg�dl）であった。【考察】訓練有群で血清Alb 値が上昇し
たのは、訓練によりCRPの低下、筋蛋白分解の抑制などが得られたため
と推察。体重増加を認めなかった理由として、訓練による必要栄養量の増
加および相対的エネルギー処方量の欠乏を疑う。今後は骨格筋量維持を
目指した栄養管理計画が重要。【結論】低栄養患者に対する筋力強化訓練
は、栄養状態の改善に有効である。

O-65-7 12.7kcal�kg�日の摂取エネルギー量で体重
増加が継続する重症心身障害児（者）の栄養管
理に関する検討

○
やまもと たかひろ

山本 貴博1、溝田 記子1、須加原 結乃1、田中 恵理香1、
塚本 結美2、中山 秀樹3

NHO 福岡東医療センター 栄養管理室1、
NHO 福岡東医療センター 看護部2、NHO 福岡東医療センター 小児科3

重症心身障害児者（以下重症者）は年齢・体格・疾患・重症度・活動量な
ど個人差が大きく必要栄養量の計算値と実際の摂取量に乖離がみられ
る。今回 10.8�12.7kcal�kg�日のエネルギー量で体重増加が継続する症例
を経験したので報告する。症例 36 歳女性、身長 140cm、体重 39.5kg、
細菌性髄膜炎後遺症および低酸素脳症で入院中。左側無気肺（人工呼吸器
管理）、経管栄養管理。推定エネルギー必要量は 951�1280kcal（馬場式、
Mayo Clinic 式、Harris�Benedict 式）。投与エネルギー量は 20××年 12
月まで 400kcal（10.8kcal�kg�日）、翌年 1月より 500kcal（12.7 kcal�kg�日）
へ増量し以降 15 ヵ月で 2.3kg 体重が増加した。増量した 15 ヵ月後の栄
養指標はTP7.9g�dl、ALB3.4g�dl、Hb9.9g�dl であった。考察 ALBが軽
度栄養不良を示した要因として、慢性的な肺炎によりCRPが基準値を超
えていたことが挙げられる。またHbが基準値を下回ったため微量元素
を測定したところ、亜鉛（47μg�dl）は基準値未満、鉄、マグネシウム、
銅は基準値内だった。一般的な経腸栄養剤は 1000kcal�日で食事摂取基準
を満たす組成であり、本症例のビタミン、ミネラル摂取量は基準値の約
50％であった。重症者の安静時エネルギー消費量は 22.0±7.7kacl�kg�日
で計算値よりも有意に低いとの報告があるが、本症例は肺炎によるスト
レス係数を考慮すると約 10kcal�kg�日の安静時エネルギー消費量とな
る。体重が増加していたことから、無気肺、人工呼吸器管理、ADL等の
影響で、少ないエネルギー量で充足していた可能性がある。一方、たんぱ
く質やビタミン、ミネラルは現在の摂取量では不足するものがあり、定期
的なモニタリングにより随時補給する必要がある。
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O-65-8 安心・安全な食事提供を目指して～異物混入
のヒヤリハット報告を通した意識改革～

○
とくなが ま や

徳永 真矢1、北向 由佳1、池本 美智子1、小松 実2、宮脇 みず江2

NHO 九州医療センター 栄養管理室1、安田建物管理株式会社2

【目的】栄養管理室の基本理念は、第 1に患者満足度の高い安心・安全な
食事の提供である。日頃より異物混入や誤配膳の防止等に取り組んでい
るものの、年間のヒヤリハット報告では異物混入が約 6割を占めている。
今回更なる事故防止に努めるべく異物混入のヒヤリハットを分析・評価
し発生を回避するための意識改革を行ったので報告する。
【方法】平成 24・25 年度のヒヤリハット報告のうち最も多い異物混入に
ついて 1．事象レベル 1の内容、2．事象レベル 0の内容及び発見場所を分
析した。また 24 年度の結果をもとに異物混入の原因となる要素を分析し
対策を講じ 25 年度に反映させた。
【結果】24 年度はヒヤリハット報告 99 件のうち異物混入 60 件、そのうち
のレベル 1は 33.3％で、その 55％は毛髪混入であった。レベル 0は
66.7％、うち 37.5％が毛髪混入であった。発見場所は下処理室が 60％で
あった。25 年度は 242 件のうち異物混入 150 件、そのうちレベル 1は
8.7％で 61.5％が毛髪混入であった。レベル 0は 91.3％、うち 59.9％は毛
髪混入で調理室での発見が最も多く食器使用前の点検が 62.2％占めた。
【考察】レベル 0の報告を促したことで報告件数が増加し、調理師等への
意識改革に繋がったと考えられる。また食器洗浄時のハイター濃度の変
更、食器使用前の異物付着の厳重な確認、調理室入室前の身なりの相互確
認、衛生管理の研修会の実施等により、25 年度は毛髪およびその他の異物
混入が減少したと考えられる。
【結語】今回異物混入のヒヤリハットを分析・評価したことで、調理師等
への意識付けができ異物混入減少に繋がった。事故防止はひとりひとり
がリスクを自分の問題としてとらえリスク管理の必要性と重要性を認識
することが大切である。

O-66-1 心筋SPECTにおけるCT吸収補正が解析ソ
フトウェアに及ぼす影響

○
さいとう こ う じ

齋藤 浩二
NHO あきた病院 放射線科

［背景］心筋 SPECTにおいては定量解析ソフトウェアが日常臨床で使用
されているが、その定量値に SPECT�CTでの吸収補正がどのような影響
があるかは検討する必要性があると考えられる。［目的］SPECT�CTによ
る吸収補正において、従来の画像再構成法であるFBP法とOSEM法で
は違うのか、また吸収補正の有無により定量値に違いがあるのかを検討
する。［方法］使用機器はGE社製 SPECT�CT装置OptimaNM�CT640、
解析装置はXeleris、ファントムには京都科学社製RH�2 型を使用し撮影
及び処理には通常当院で行っている条件を用いた。ファントムにおいて
QPS等により得られた Polarmap より各領域のカウントを比較、また画
像解析ソフトにはQGS、ECTb、及びHeartFunctionView を用いそれぞ
れの定量値を比較検討した。［結果］ファントムでは画像上視覚的には差
異が認められたがカウント差は見られなかった。解析では各アルゴリズ
ムの違いによる定量値の変動は見られたが吸収補正による違いは確認で
きなかった。［考察］SPECT�CTでは吸収補正により下壁側のカウントの
改善並びに心尖前壁側のカウントの低下があるとする報告が多くなされ
ている。今回の検討では画像においては同様の結果が確認できたが相対
値には影響がなかった。このことは吸収補正が画像のカウントそのもの
には作用するが画像全体では補正マップを用いて相対的に補正がなされ
ており、このことが解析ソフトにも反映され、視覚的結果とは異なり定量
値に違いが出る程の影響が無かったものと思われる。各解析ソフトウェ
アはそのアルゴリズムの違いに特徴があり、得られる定量値に違いはあ
るものの吸収補正においては影響を特別考慮せずに読影が可能であるも
のと思われる。

O-66-2 123I�MIBGシンチグラフィによるAD�DLB
の鑑別診断におけるSPECTの有用性

○
しばやま あきのり

柴山 明範、深谷 直彦、加藤 隆司、伊藤 健吾
国立長寿医療研究センター 放射線診療部

【目的】AD�DLBの鑑別診断目的でMIBGシンチグラフィを施行すると
特にDLBでは下壁など部分的に集積低下を示す症例がしばしば見られ
る。そこで SPECTデータを用いてAD�DLB群の鑑別診断に役立てるこ
とができるか検討した。【方法】2010 年 7 月から 2013 年 8 月までにAD�
DLB鑑別診断目的でMIBGシンチグラフィを施行し、かつ診断が確定し
た 90 名の中から心臓解析可能であった 41 名の SPECTデータを Car-
dioBull で解析し、Summed Severity Score（以下 SSS）を求めた。1．AD�
DLBで SSS の分布に差が生じるか検討した。2．AD群、DLB群をそれぞ
れ早期・後期および男女別に分けて各群の Polar map を作成した。【結
果】SSS は AD群に比べてDLB群の方が有意に低値となった。また、Po-
lar map は DLB群において下壁～側壁、心尖部で集積低下する傾向が見
られた。【結論】DLB群では有意に SSS が低下する。したがってMIBG
SPECTによりAD�DLBの鑑別診断ができる可能性が示唆された。

O-66-3 冠動脈CTと心筋SPECT融合画像が画像診
断におよぼす影響について

○
みやじま りゅういち

宮島 隆一1、瀬筒 美紀2、宮地 優介1、大井 邦治1、大浦 弘樹1、
折田 信一1

NHO 九州医療センター 放射線部1、NHO 鹿児島医療センター2

【目的】ワークステーションの多機能化によって、MDCTによる冠動脈形
態評価と心筋 SPECTによる虚血評価の融合画像の作成が可能なり臨床
応用されている。今回、融合画像の臨床診断におよぼす影響について評価
を行ったので報告する。【方法】冠動脈CTと心筋 SPECTを同時期に撮像
した症例について融合画像を作成して、冠動脈CT・負荷心筋シンチをそ
れぞれ読影した後に融合画像を加えることによる画像所見の変化につい
て検討した。また、負荷心筋シンチにて虚血を検出した症例に対して融合
画像を作成し、冠動脈CT・負荷心筋シンチにて責任冠動脈の判定を行っ
た後に融合画像を加えることによる判定の変化についても比較を行っ
た。【結果】融合画像を用いることで心筋シンチでは未検出であった心尖
部の虚血や、アーチファクトの検出に有用であった。また、冠動脈CT・
心筋シンチでは評価が難しい虚血領域の責任血管を診断することが可能
となり、RCAと LCXの境界領域や複雑なバイパス血管の吻合を行って
いるCABG症例において有用であった。
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O-66-4 FDG－PETのスキャン時間とNEC density
（被検者雑音等価計数）の関係についての検討

○
あ り え りゅういち

有江 隆一、大山 達也、岩本 泰典、岡本 雄策
NHO 広島西医療センター 放射線科

【背景】昨年の総合医学会にて患者の身体情報とNEC density について検
討したが患者のNEC density を一定にするにはスキャン時間とNEC
density の関係を検討する必要性が示唆された。【目的】NEC density を一
定にするためにスキャン時間とNEC density の関係について検討する。
【使用機器】PET�CT : Biograph 16 Siemens、自動注入器：UG�01 ユニ
バーサル技研、薬剤：18F�FDG日本メジフィジックス株式会社【評価方
法】腹部を 1Bed だけリストモード（5分）にて撮影し、1～5分でそれぞ
れ再構成を行った。再構成した画像のNEC density を測定し、NEC den-
sity の時間による推移を検討した。また患者の身体情報とNEC density
のグラフと、今回得られた結果をもとにスキャン時間を変更し、NEC den-
sity を一定にできるか検討した。【結果】NEC density とスキャン時間は比
例の関係にあった。スキャン時間を固定にしている時に比べ、スキャン時
間を変更したほうがNEC density はより一定になった。【結語】NEC den-
sity とスキャン時間は比例の関係にあり、患者の身体情報からスキャン
時間を変更することでNEC density をより一定にすることができる。

O-66-5 FDG－PET検査における物理的指標を用いた
収集時間の最適化

○
き だ しんいちろう

喜田 真一郎、寺井 篤、松下 朋弘、井元 晃、佐合 正義
NHO 姫路医療センター 放射線科

【目的】当院の 18F�FDGを使用した PET�CT画像は、撮像時間を被験者
の体格によらず固定しているため、被験者間で画質にバラツキが生じる。
この問題を解決するため、がんFDG�PET�CT撮像法ガイドラインが推
奨する物理的指標を用い、体格指標との回帰式から体格に応じた収集時
間の最適化を試みた。【方法】対象は当院の PET�CT検査において 1bed
あたり 2.5min で撮像した 293 例。物理的指標はガイドラインの評価法に
従いNECpatient、NECdensity、肝 SNRを算出した。体格指標は体重と
BMI を検討し、各物理的指標と最も相関関係の良好な組合せを検討した。
次に回帰式を用いた収集時間の換算式から被験者の体格に応じた収集時
間の算出を行い、その補正効果を検討した。【結果】最も相関関係が良好
であった組合せは、物理的指標NECdensity に対して体格指標BMI で
あった（r＝－0.79）。また、両者の回帰式を用いる事で、被験者の体格に
応じた収集時間の算出についても良好な補正効果を得た。【結語】ガイド
ラインの物理的指標と体格指標の回帰式から算出した収集時間は、被験
者の体格によらず一定の画質を得る事が可能であり、収集時間の最適化
を実現できると考える。

O-66-6 13N�Ammonia PET�CTにおける心筋血流定
量ソフトウェアの比較

○
し み ず あきひで

清水 彰英、藤崎 宏、寺川 祐介、西村 圭弘、村川 圭三、
木曽 啓祐、佐野 敏也

国立循環器病研究センター 放射線部

【目的】13N�Ammonia PET�CTを用いた心筋血流の定量解析には Pmod
ソフトウェアが広く使用されてきた。今回新たに定量解析が行える
Quantitative PET（QPET）を使用できる機会を得たため、両ソフトウェ
アで求めた心筋血流量（Myocardial Blood Flow : MBF）および心筋血流予
備能（Myocardial Flow Reserve : MFR）を比較検討した。【方法】13N�Am-
monia PET�CT検査を行った 10 例を対象とし、得られたData を QPET
および Pmod で解析し、作成された Polar Map を冠動脈支配領域と 20
セグメント分割した各領域でのMBF、MFRを算出した。算出された両解
析値の関係と差について比較検討した。【結果】冠動脈支配領域での
MBF、MFRの比較は、左前下行枝領域で負荷時 r＝0.89、安静時 r＝0.82、
MFR r＝0.92、左回旋枝領域で負荷時 r＝0.78、安静時 r＝0.87、MFR r＝
0.95、右冠動脈領域で負荷時 r＝0.89、安静時 r＝0.77、MFR r＝0.96 と高
い相関を得た。20 セグメント分割したMBFは負荷、安静時共に中隔心基
部側、下壁心尖部側および心尖部で相関が低かった（r＝�0.13～0.45）。
MFRは下壁心尖部側および心尖部で相関が低かった（r＝�0.27～0.23）。
【結語】QPETと Pmod を用いた冠動脈支配領域でのMFRは、両解析値
において良好な相関関係を示した。20 セグメント分割での局所の評価で
は中隔心基部側と心尖部において乖離が見られ、同部位においては心筋
抽出アルゴリズムの相違などが起因すると推測された。

O-66-7 PSF補正を用いた画像再構成法がSUV値に
与える影響

○
て ら い あつし

寺井 篤、井元 晃、中尾 元昭、松下 朋弘、喜田 真一郎、
武中 正、佐合 正義

NHO 姫路医療センター 診療放射線科

【目的】当院ではFDG�PET�CT検査において、点広がり関数を利用して
空間分解能を向上させる Point Spread Function（PSF）補正を組み込んだ
画像再構成を用いている。PSF補正を用いた再構成では、辺縁部をリング
状に強調するアーチファクト（Gibbs 現象）が発生し、定量値に影響を与
えるとの報告がある。そこで今回我々は、Gibbs 現象が SUV値にどのよ
うな影響を及ぼすのかをファントムと臨床検査画像を用いて検討した。
【方法】使用装置はBiograph16（SIEMENS社製）を使用し、がんFDG�
PET�CTガイドラインに従って IEC NEMA Body Phantomの HOT球
10、13、17、22、28、37mmの SUVは 4、background の SUVは 1とな
るように 18F�FDG溶液を封入、list�mode で 2.5 分収集画像を作成した。
画像再構成は 3D�OSEMと 3D�OSEM＋PSF補正（HD再構成）で作成
し、両者のHot 球のリカバリ係数を比較した。また、臨床検査画像では、
肺野内腫瘤性病変と胸部リンパ節病変を対象に、3D�OSEMと HD再構
成での SUVmax 値の変化を比較した。【結果】HOT球のリカバリ係数を
比較した結果、HD再構成では 22mm以上の球でGibbs 現象が生じ、リカ
バリ係数を過大評価した。臨床検査画像では、HD再構成は 3D�OSEM
に比べ SUVmax 値を全例で過大評価する傾向であり、SUVmax 値が高値
な程、Gibbs 現象は定量値に大きく影響した。【結論】PSF補正を用いた
再構成によるGibbs 現象は、定量値である SUV値を過大評価する傾向が
あり、ファントムでは 22mm以上のHOT球で、臨床検査画像では SU-
Vmax 値が高値な程、その影響は強くなった。
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O-67-1 収集リピート回数がドパミントランスポータ
シンチグラフィ画像に及ぼす影響

○
いいづか かずのり

飯塚 一則、久木 裕也、家田 敏孝、平田 佳子、桜井 亘平、
伊藤 綾乃、滝澤 秀喜

NHO まつもと医療センター 松本病院 放射線科

【背景と目的】ドパミントランスポーター（DAT）シンチグラフィはパー
キンソン症候群、レビー小体型認知症の診断薬という性質上、約 30 分間
動かず検査を完遂することが難しい事例がある。当施設DATシンチで
は被検者の動きによるアーチファクトを少なくするために、4リピートダ
イナミック収集を行い、複数リピートデータを加算するプロトコルを設
定している。最低 1リピート分の画像を取得できれば画像再構成が可能
である。そこで 4リピート完遂できず、リピート回数を減らした際、画像
および specific binding ratio（SBR）に与える影響について、撮像後デー
タを retrospective に解析し検討をする事を目的とする。【方法】当院で
2014 年 2 月から 5月までに撮像を行った代表 15 症例（男性：8名、女
性：7名、年齢 51～87 歳：平均 67 歳）を対象とした。4リピートデータ
から 4、3、2、1 リピート分のデータを抽出し、それぞれ画像再構成を行っ
た。比較評価法として、4リピート画像を gold standard し、画像の分布
および SBR値の検討を行った。【結果】1．解析ソフトで算出した SBR
値はリピート数に関係なく有意差は見られなかった。2．リピート数が少
ないと signal�noise ratio（S�N）が低い noisy な画像となり、線条体の形
態・左右差を評価するには poor study になってしまう可能性がある。3．
リピート数が少ないと再構成画像上での軸合わせや、左右前後差比較が
難しく、フォローの際の再現性を担保できない可能性がある。【結語】検
査を完遂できない場合であっても、SBR値から全体的な線条体集積比を
見る事は可能であるが、視覚評価が基本の本検査では、検査の完遂による
良好な S�N画像取得が診断上重要となってくる。

O-67-2 123I�FP�CIT SPECTにおいてコリメータと
画像再構成の違いによる画像・定量的指標の
検討

○
にしかた じゅんき

西片 純基、石川 玉樹
NHO 西新潟中央病院 放射線科

【目的】本年、パーキンソン症候群やレビー小体型認知症の診断のため 123
I�FP�CIT を用いたDAT SCANが承認された。しかし、DAT SCANを実
施している施設は少なく、最適な撮影条件や処理条件は定まっていない。
そこでコリメータ、画像再構成、フィルタ処理が画質と定量的指標である
specific binding ratio（SBR）にどう影響するか検討する。【方法】使用機
器は SIEMENSの Symbia システム S。線条体ファントムに 123I�IMP
溶液を入れ、FANBEAMコリメータと LMEGPコリメータで撮影を行っ
た。フィルタ処理はバターワース、ローパス、ガウシアンで行い、再構成
は filtered back�projection（FBP）、逐次近似法のFLASH3D、吸収補正
（Chang 法）の有無でそれぞれ行った。各々の SBRを比較し、画像の視覚
的評価も行った。【結果】画像の視覚的評価は、FANBEAMコリメータの
ほうが全体的に空間分解能が良かった。各 SBRは、FANBEAMコリメー
タで撮影し、1．FBP・バターワース・Chang 有は 9.93。2．FBP・バター
ワース・Chang 無は 6.48。3．FBP・ローパス・Chang 有は 6.10。4．FBP・
ローパス・Chang 無は 6.13 となった。LMEGPコリメータで撮影し、5．
FBP・バターワース・Chang 有は 10.66。6．FBP・バターワース・Chang
無は 6.47。7．FLASH3D・ガウシアン・Chang 有は 6.55。8．FLASH3
D・ガウシアン・Chang 有では 6.32 となった。平均は 7.33、SDは 1.73
であり、多少のバラツキがあった。【考察】SBRにバラツキがあったこと
から、DAT SCANの施設間差が危惧される。撮影・処理条件を明記し、
SBRは読影の一助とし、実際の画像上で読影すべきである。DAT SCAN
は線条体という細かい部位を見るため、空間分解能の優れたFANBEAM
コリメータの使用が推奨される。

O-67-3 ドーパミントランスポータSPECT解析のた
めの撮像装置の比較検討

○
ふじさき ひろし

藤崎 宏、寺川 裕介、西村 圭弘、清水 彰英、村川 圭三、
佐野 敏也

国立循環器病研究センター 放射線部

【目的】ドーパミントランスポータ SPECT解析においては、集積低下の
度合いが重症度を表すとされている。今回、異なる装置（それぞれ装置固
有のコリメータおよび減弱補正）を用いたファントム撮像により、ドーパ
ミントランスポータ SPECTにおける半定量解析値について比較検討を
行った。【方法】線条体ファントム（NBS社製Dat1308 型）に I�123 溶液
を満たし、SIEMENS社製 ECAM（LEHR、手動 Chang）、Symbia�T6
（LMEGP、CTAC）、東芝社製GCA�9300R（FANHR、自動 Chang）にて
撮像を行った。ファントムは、右線条体：左線条体：脳内バックグラウン
ド比を 8 : 8 : 1、8 : 4 : 1 および 2 : 4 : 1 となるよう作成し、イオフルパン診
療ガイドラインに準じて収集、画像再構成を行い、メジフィジックス社製
ソフトウエア「DAT View」（Bolt 法）にて半定量的解析を行った。比較検
討は、それぞれの装置で撮像され半定量的解析された値とファントム内
放射能濃度比（真値）の変化率によって行い、それぞれ固有の減弱補正の
有無についても検討を行った。【結果】Bolt 法を用いた半定量解析値は、
ファントム内放射能濃度比 8 : 8 : 1 において、真値よりも 0～38％の低値
を示す傾向にあった。その変化率は、放射能濃度比が低くなるほど大きく
なった。減弱補正の使用は、0～30％の集積度を上昇させた。【結論】半定
量解析値の比較検討において、最も真値に近くなったのは、Symbia�T6
（LMEGP）にて CTACを使用した場合であった。

O-67-4 当センターにおけるダットスキャン開始に向
けた取り組み

○
き し だ まこと

岸田 亮、奈良 昌敏、杉本 学、傍島 隆、下春 和彦
NHO 静岡てんかん・神経医療センター 放射線科

【背景】11 月中旬より「ダットスキャン静注」発売のお知らせを受け取る。
発売日は 1月 27 日（月）あと 2カ月ぐらいしかない。【目的】発売日まで
に撮像条件を決定する。【使用機器】シンチカメラ：Milennium VG GE
healthcare H15 データ処理装置：Xeleris GE healthcare H25 解析ソ
フト：DaT QUANT GE healthcare H25 DaT View 日本メジフィジッ
クス株式会社 H25 線条体ファントム：DaT1308 型 エヌ・エム・ピ
イビジネスサポート（株）【方法】ダットスキャン静注撮像検討用線条体
ファントムをコリメーター（LEUHFB、ELEGP、LEHR）、撮像モード
（Dynamic SPECT、Step & Shoot）、再構成関数、前フィルターを変えて
撮像し画質を視覚的に評価し撮像条件を決定した。【結果】Collimator
LEUHFB、Acq.mode Step & Shoot、Acq.Angle 4degree、Acq.Time 20
sec�step（34min）、Reconstruction OSEM（Ite.6 subset 10）、Pre Filter
Butterworth 0.55cycles�cm【考察】解析ソフトについては当初DaT View
のみであったが今ではDaT QUANTも使用している。当センターでの
ノーマルデータベースを作ることが今後の課題である。
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O-67-5 Dopamine Transporter imaging の収集・
再構成条件決定および検者間差の検討

○
う え だ み ち お

上田 道夫1、澤田 秀幸2、大江田 知子2、与小田 一郎1、
出津野 篤1、中原 一樹1、中山 素康1、四丸 真俊1

NHO 宇多野病院 放射線科1、NHO 宇多野病院 臨床研究部2

【目的】Dopamine Transporter（DAT）imaging の収集および画像再構成
の最適条件を決定し，その条件によって得られた臨床画像および線条体�
バックグランド（S�B）比の検者間差についての検討を行った．【方法】線
条体ファントムを，収集は 3コリメータ（LMEGP・LEHR・Fanbeam），
Fanbeamは拡大率を 1.0・1.45・1.78 倍で検討した．画像再構成は各補正
法（SC・AC），再構成法（FBP・OSEM）の画像を作成し，最適条件を検
討した．検討して得られた最適条件により，Pilot Study として臨床診断の
確定している脳変性疾患 20 例の結果を確認した．更に線条体�バックグ
ランド（S�B）比の検者間信頼度を，RI を担当しているオペレーター 4
名間の級内相関係数（ICC）を用いて検討した．【結果】ファントム画像を
検討した結果，収集はFanbeamコリメータで拡大率 1.45 倍，画像再構成
では SC（－），AC（－），OSEM法が最適条件と判断し決定した．パーキ
ンソン病（PD）12 例，アルツハイマー病 6例，本態性振戦 2例のDAT
image は，PD全例において両側線条体尾側の取り込み低下が確認され
た．S�B比は，ICCの値が 0.967 と高い検者間信頼度が得られた．また，
MRI Fusion の使用で画像再構成断面の作成を auto で行った場合 ICCは
0.995 とさらに高い値を示した．【結論】臨床画像はオペレーターが代わっ
ても同様の画像が得られ，画像再構成断面作成をmanual で行った場合と
auto で行った場合共に同様の画像が得られることがわかった．S�B比に
ついては，再構成断面作成がmanual・auto 共に ICCが高かったが，auto
の方がより高い値を示しており，Fusion を使用することで再現性の良い
結果が得られることがわかった．

O-67-6 99mTc�ECDを用いた新たな非侵襲的脳血
流定量法の臨床適用可能性

○
ながおか り え こ

長岡 里江子、富松 多栄子、大浦 弘樹、宮島 隆一、折田 信一
NHO 九州医療センター 放射線部（臨床研究センター）

【目的】99mTc�ECDを用いる非侵襲的脳血流定量法として Improved
brain uptake ratio（IBUR）法がある．IBUR法は、血行動態力学理論に基
づいた入力関数決定法及びH215O�PET回帰式を採用しており、H215O�
PETによる局所脳血流量（rCBF）値とほぼ同等の値が得ることができる。
一方、臨床では99mTc�ECDを用いる非侵襲的脳血流定量法として Patlak
plot（PP）法が主流である。PP法は133Xe の回帰式を採用しており、両者
で得られるCBF値は乖離する可能性が高い。本研究の目的は、IBUR法
および PP法で得られたCBF値の関係を明らかにし、IBUR法の臨床的
有用性を示すことである。【方法】99mTc�ECD胸部 RI�angiography 及び
SPECTが同時施行された 15 例を対象とした。IBUR法及び PP法によっ
て得られた平均脳血流（mCBF）値、rCBF値を比較し両者の関係を求め
た。【結果・考察】IBUR法算出 rCBF（y）と PP法のmCBF（x）の関係
は y＝1.37x－22.9（r＝0.73）、rCBF（x）の関係は y＝1.06x－0.61（r＝0.75）
で示された。 rCBFの血流範囲は IBUR法では 16.3～60.1 ml�100g�min、
PP法では 26.7～58.8 ml�100g�min となり、IBURの方が低血流側へ約
27％拡大した。【結論】IBUR法 rCBFは低血流を示す範囲が 27％広く、
H215O�PETと同程度の rCBFを示すことから、IBUR法の臨床的有用性
は高い。

O-68-1 3D�CTを利用した頭蓋内静脈の評価

○
やました かつひろ

山下 勝弘、藤岡 裕士、泉原 昭文、近藤 晃、谷本 祐樹
NHO 関門医療センター 脳神経外科

【目的】近年、脳神経外科領域では脳血管造影に代わり、低侵襲の 3D�CT
アンギオ（3D�CTA）で脳血管の評価を行うことが多くなった。しかしな
がら 3D�CTAでは主に脳動脈の評価が行われ、これまで頭蓋内静脈の評
価は十分に行われてこなかった。今回我々は放射線部の協力により 3D�
CTAの際に頭蓋内静脈の 3次元画像（3D�CTV）を合わせて作成し、評
価した。
【方法】対象となった症例は、平成 24 年 6 月から検査を行った脳腫瘍 9
例、脳動脈瘤 35 例、その他 13 例の計 57 例である。使用したCT装置は
Aquilion64（東芝メデイカルシステムズ）。末梢静脈より 500mgI�kg の造
影剤を注入し、スライス厚 0.5mm、ビームピッチ 41 で頭蓋底から頭頂部
まで連続 2回のヘリカルスキャンを行った。収集した画像を ZIO STA-
TION ver1.2x で再構築し、 頭蓋内動脈と静脈の 3次元画像を作成した。
【結果】すべての症例で脳表静脈、深部静脈、静脈洞がよく描出され、血
管径 0.5mm以上の静脈は鮮明に描出された。脳腫瘍の場合：横・S状静
脈洞と外後頭隆起や乳様突起、内耳道との位置関係がよくわかり、静脈洞
が閉塞するような腫瘍では静脈の側副血行路を確認できた。髄膜腫では
腫瘍に隣接する脳表静脈の描出が鮮明であった。動脈瘤の場合：中大脳
動脈瘤では動脈瘤とシルビウス静脈との位置関係、動脈瘤周囲の静脈に
ついて術前に評価することができた。前大脳動脈瘤では上矢状静脈洞と
前頭葉からの橋静脈を評価することにより、半球間裂アプローチの部位
を決定することができた。
【結論】3D�CTVを行うことにより、非侵襲的に頭蓋内静脈の重要な 3
次元情報を得ることができた。

O-68-2 数値流体力学（computational fluid dynam-
ics，CFD）を用いた血流速度ベクトル安定性評
価による脳動脈瘤破裂メカニズムの解明

○
い し だ ふじまろ

石田 藤麿、芝 真人、種村 浩、霜坂 辰一
NHO 三重中央医療センター 脳神経外科

【目的】日本人の未破裂脳動脈瘤破裂リスクは年間 0.95％で，大きなサイ
ズ，動脈瘤の局在，不整な形状の動脈瘤では破裂しやすいことが前向きコ
ホート研究で証明された．脳動脈瘤破裂をより正確に予測するために，3
D�CT angiography の DICOMを用いた数値流体力学（computational
fluid dynamics，CFD）解析を行い，脳動脈瘤破裂メカニズムを検討した
ので報告する．
【方法】2011 年 4 月から経過観察されている未破裂内頚動脈瘤 30 例を対
象とした．3D�CTAの DICOMから患者固有形状モデルを作成した．血流
は非圧縮性で層流のニュートン流体とし，ナビエストークス方程式と連
続の式に従い，離散化は有限体積法を用いた．入口には健常成人内頚動脈
のmass flow waveform を血管内径に応じた血流量で設定し，ANSYS
CFX15.0 で非定常解析を行った．wall shear stress（WSS）およびWSS
関連パラメータを計算した．さらに 3次元血流領域速度ベクトルのゆら
ぎをベクトル時間平均方向を基準にして計算したパラメータ oscillatory
velocity index（OVI）として開発し，血流不安定性の定量評価を行った．
【結果】平均 1年 3ヵ月の follow up 期間中，1例が破裂した．破裂動脈瘤
は未破裂動脈瘤と比較し，WSSが低くOVI が高値であった．
【結論】3次元血流領域速度ベクトルのゆらぎは，動脈瘤表面の応力を変化
させることが基礎研究で確認されており，また不整な動脈瘤は血流が複
雑になるため，3次元空間で血流安定性を評価できるOVI は破裂リスク
評価につながることが予測される．これらの結果はサイズや形とは異な
る新しいパラメータとして理論的にも矛盾なくこれまでの臨床的知見と
一致し，破裂リスクの新しい指標となることが示唆された．
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O-68-3 乳癌診断におけるマンモグラフィー3Dトモ
シンセシスの有用性

○
お ぐ ら の ぶ こ

小倉 信子、小河 靖昌、和田 康雄、丸田 力
NHO 姫路医療センター 外科

【背景】乳房マンモグラフィー・トモシンセシス撮影（3D）は、通常のマ
ンモグラフィー（2D）と同様に乳房を圧迫し、短時間でスキャンし、複数
の角度で画像収集する 3次元デジタル撮影技術である。収集した個々の
画像は一連の薄い高解像度断層像に再構成され、1画像ずつまたは連続的
にシネモードで表示できる。組織の重なり・構造ノイズを減少できるた
め、病変を明瞭に描出し、腫瘤や周囲組織の所見がより認識しやすくな
る。【目的】通常の 2Dマンモグラフィーに 3Dトモシンセシスを追加する
ことにより、乳癌診断能が上がるか否かを検証する【方法】当院では、SI-
EMENS社 MAMMOMAT Inspiration Tomosynthesis を平成 24 年 10
月より導入した。乳癌検診要精検症例、乳房有症状例の初診時に 2D撮影
に加えて 3Dトモシンセシスを追加撮影した。平成 25 年 12 月末までに撮
影した 175 人に関して検討した。【結果】175 人中 55 人を乳癌と診断した。
乳癌症例で 3Dによりカテゴリーが上がったのは 16 人（9.1％、乳癌症例
中 29.1％）、検出した腫瘍の個数が増加したのは 9人（5.1％、乳癌症例中
16.3％）であった。また 2Dでカテゴリー 3以上と診断され、3Dでカテゴ
リー 2以下となった非癌症例は 8人（4.5％、非癌症例中 6.7％）であった。
【考察】3Dトモシンセシスは初診時に予約なしで検査でき、被ばく線量も
2Dの 1.5 倍ではあるが平均乳腺線量の範囲内におさまる。病変の正確か
つ精密な描出能力は優れており、実際に精度の上昇を認めた。【結語】乳
癌診断における乳房 3Dトモシンセシスの有用性は高いと考える。

O-68-4 腰椎高磁場MRI 撮影における有害事象頻度調
査

○
い と う まなぶ

伊東 学1、安部 雄一郎2、山口 大樹3、山本 徹4、佐藤 栄修2、
増田 武志2

NHO 北海道医療センター 脊椎脊髄病センター1、
我汝会えにわ病院 整形外科2、我汝会えにわ病院 放射線科3、
北海道大学保健科学研究院 医用生体理工学分野4

【目的】MRI 撮影は脊椎疾患の画像診断において極めて有用な検査であ
り、近年、3テスラ（T）等の高磁場MRI が普及している。本研究では、
1Tおよび 3Tにて行った腰椎MRI 撮影において、熱感等の有害事象の有
無について比較検討を行った。【対象と方法】対象は 2013 年 7 月～10 月に
腰椎MRI を撮影した患者 453 例（男性 234、女性 219）、平均年齢 63.2
才（15�93）であった。撮影時に磁場の強さ（1T�3T）、年齢、体重、体内
金属の有無、局所の熱感の有無、撮影中断を要する有害事象の有無につい
て聞き取り調査を行った。【結果】1T での撮影は 179 例、3Tは 274 例、
うち体内金属を有していたものはそれぞれ 45 例、48 例であった。腰部の
熱感を撮影時に自覚したものは 1Tで 22�179 例（12.3％）、3Tで 144�174
例（52.6％）と 3Tで有意に多かった。体内金属の有無と熱感の有無によ
る解析結果では、1Tでは金属（�）熱感（＋）は 17�134 例（12.7％）、金
属（＋）熱感（＋）は 5�45 例（11.1％）と有意差を認めず、3Tにおいて
も金属（�）熱感（＋）は 118�226 例（52.2％）、金属（＋）熱感（＋）は
26�48 例（54.2％）と有意差を認めなかった。しかし 3Tで尺骨髄内釘の
1例に同部位の熱感と疼痛による撮影中断があった。【考察】高磁場MRI
による高解像度画像は診断や病態把握の上で有用であるが高磁場化によ
る弊害は明らかではない。体内金属や美容材料等が撮影不能となってく
る可能性もあり、今後更なる詳細な調査必要である。

O-68-5 虚血性脳疾患における3T�ASLの意義

○
みやもと みちゆき

宮本 倫行、安喰 稔、安田 宏、牛越 聡
NHO 北海道医療センター 脳神経外科

【目的】Arterial spin labeling（ASL）は近年の 3T�MRI の普及により sig-
nal to noise ratio が改善され臨床応用が期待されてきている。当院では
2013 年 12 月より GE 3T MRI を導入し積極的にASLにて血流評価をし
てきた。この知見は虚血性脳疾患における病態の熟知に継がる可能性が
あることを実感している。今回、この症例群をまとめて、文献的考察を加
えて報告する。
【対象】2013 年 12 月より当院にて 3T�ASL評価をした狭窄病変を含む虚
血性脳疾患 60 例を対象とした。灌流上昇を 10 例に認め、灌流低下を 23
例に認めた。
【結果】灌流上昇を認めた 10 例は全例虚血再灌流が疑われ、SPECTを併
用した 7症例は 1例を除いて全てASLと所見が一致した。虚血の原因と
しては、血管閉塞のみならず、脳出血やクモ膜下出血によるmass effect
が原因とされる症例も存在した。また、2例はASLの上昇から虚血再灌流
が疑われ心原性梗塞と診断した。灌流低下を認めた 23 例のうち 10 例で
SPECTを併用し、8例で所見が一致した。所見が一致しなかった 2例も、
ASLの高い解像度により小さな脳梗塞病変を指摘できている可能性が
あった。
【結語】ASLは費用や簡便さ、低侵襲であることから容易に、繰り返し評
価ができ非常に有用である。また、SPECTと比してもその信頼性は高い。
ASLを用いることにより、血管内治療による再開通例を含めた虚血再灌
流の灌流上昇や出血などのmass lesion で生じる虚血再灌流、心原性塞栓
の病態診断、DWI でも指摘されない早期脳虚血低下を指摘できる可能性
があることが判明した。一方で、post labeling delay の値などに大きく影
響されるために、疾患を総合的に判断してASLを用いることにより、病
態をより深く理解できると思われた。

O-69-1 結核病棟のユニット化に伴う感染対策

○
わかばやし み よ こ

若林 美代子、佐藤 千賀、阿部 聖裕
NHO 愛媛医療センター 看護部・ICT

当院は平成 25 年 6 月に新棟を建設し一般病棟が移転したが、結核病棟は
病室数 20 床で結核以外の呼吸器内科（以下呼吸器内科）40 床とのユニッ
トとして再構成された。今回の移転により経験した感染対策上の課題と
取り組み内容について報告する。
1．結核病床減少に伴う入院調整
ユニットには結核が確定した患者、疑い段階の患者は呼吸器内科の陰圧
空調個室を使用とした。可能な限り PCR結果が判明してからの転院を県
内の医療機関にアナウンスし、地域医療連携室の協力し入院調整を行っ
ている。
2．看護管理体制の再構築
移転計画時、スタッフステーションは 1フロアで共有することにしてい
た。しかし、入院となる結核患者は高齢者が多く、認知症による徘徊や転
倒のリスクが高い状況にあった。そして、現在の県内結核診療施設の状況
を考慮するとユニットは満床での運営が増える可能性がある。これらの
ことから、病床数は減ったもののマンパワーは必要であり、ユニット内に
なるべくスタッフの不在時間を作らないことが望まれたため、移転とと
もに看護業務の整理を行った。
3．結核菌との接触時間の長期化に伴う職員の健康管理
ユニットの医療従事者は毎年と他部署への配置換え後 2年まではQFT
検査を実施、ユニット及び呼吸器内科で勤務する職員に対しては、定期的
なN95 マスクの定量フィッティングテストを実施している。
4．新型インフルエンザ感染患者の入院受け入れ施設としての機能
4年前のパンデミックの際は結核病棟の入院患者を転棟、転院によって受
け入れたが、今回の移転に伴い、マニュアルを改訂し県の担当者や管轄保
健所とも受け入れ体制について話し合い調整を図った。
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O-69-2 感染防止対策に関する地域連携の新たな取り
組み

○
お や ま だ あ つ こ

小山田 厚子、佐々木 悟、坂内 英樹、深瀬 真由美、三木 祐、
他ICTメンバー

NHO 仙台医療センター 感染対策室

【はじめに】感染防止対策地域連携において、地域の医療機関同士が連携
し、地域の感染対策を推進することが期待されている。複数の老人福祉施
設の疥癬発生事例をきっかけに、地域連携加算算定外施設に対して感染
対策の向上を目的とした研修を実施した。感染対策に関する地域のニー
ズを把握し、今後の地域連携活動の問題点を明らかにしたい。【方法】平
成 25 年 10 月～26 年 3 月、老人福祉施設等 43 施設、研修参加者 86 名を対
象に、施設の感染対策の現状、知識習得等について研修前後にアンケート
調査を実施した。【結果】研修前 15 施設、研修後 84 名がアンケート回答。
研修前調査では、感染対策マニュアル「有」93％、集団感染や疑い事例経
験「有」47％、感染対策に関して困っていること「有」47％、感染症に対
する基礎知識不足、初期対応の遅れやアウトブレイク時対応等が挙げら
れた。また、教育機会「有」93％、感染対策の相談場所として関連病院や
保健所と回答。感染対策ラウンド希望「有」47％。研修後調査では、知識
習得・興味・実践 3項目について約 93％以上が「理解できた」と回答。
【考察】地域連携加算算定外施設においてもマニュアルは整備され、教育
も行われていた。しかし、多くの施設で集団感染や疑い事例経験があり、
感染症発生時の初期対応やアウトブレイク時の対応等について困ってい
ることが判明した。従って、実践しやすいマニュアルかどうか、さらに運
用方法の検討が必要だと考えられた。希望施設に対し感染対策ラウンド
を実施し、各施設の現状やニーズに対応した個別的な指導、相談を行うこ
とで地域をあげて医療関連感染に取り組む必要がある。

O-69-3 ICT リンクナースによる医療環境整備推進活
動～感染性廃棄物の適正管理に関する取組
み～

○
かわまた あ き こ

川又 彰子、小松 有香、古村 尚美、工藤 尚子、松橋 久恵、
早坂 和恵、浅沼 智恵

国立がん研究センター東病院 看護部

【目的】A病院では「感染性廃棄物は 8割以内で蓋をする」としているが、
満杯になって蓋をすることが多くみられるため、ICTリンクナース会に
おいて医療廃棄物を適正量で安全に廃棄することが徹底されるよう取り
組んでいる。適正量で廃棄することを目的とした業務改善を行った結果、
適正量で廃棄する割合が増えたので、その活動を報告する。【方法】感染
性廃棄物の蓋をするときの内容量について、介入前後の比較を行った。
【結果】蓋をする際の廃棄物の内容量について、ある平日の 8時～17 時の
内容量を 1～10 までの数値で記載する調査を行った。介入前の廃棄容器
の数は 181 個のうち、9割以上で廃棄されたのは 78 個（43.1％）であった。
一方、介入後の廃棄容器の個数は 235 個であり、9割以上で廃棄されたの
は 50 個（21.3％）であった。介入として実施したことは調査結果をフィー
ドバックし、廃棄物が多く出る時間帯に廃棄業務を割り当てた。さらに看
護助手による廃棄業務も取り入れた。廃棄物は感染性があるため、看護助
手に対しては血液曝露に対する知識と対応が求められる。看護助手業務
に取り入れる際には、感染性廃棄物の扱い方の注意点についてリンク
ナースからレクチャーを行った。導入以降、廃棄物に関連した血液曝露は
発生していない。【考察】調査をフィードバックしたことで、スタッフに
対して「8割で捨てなければならない」というルールを改めて周知するこ
とにつながった。廃棄物が多く発生する時間に合わせた業務改善を行う
ことで、適正量で廃棄される個数が増えたと考える。

O-69-4 新棟建築における感染管理の介入

○
おおわたり ゆ み こ

大渡 由美子
NHO 神奈川病院 看護部長室

【要約】当院は、政策医療のひとつとして重症心身障害に関する専門的な
医療を担っている。平成 26 年 2 月、2つの重症心身障害児（者）病棟が竣
工し、ファシリティマネジメントに携わる貴重な機会を得られた。新棟の
建築段階から施設管理に関わり、感染管理の視点から手洗いシンクの調
整・付属する物品の選定・PPEホルダーの設置等について介入を行っ
た。今回、新棟建築における感染管理の視点をふまえた介入について経緯
を振り返り、施設管理の効果的なアプローチについて検討した。介入がで
きた項目、介入を必要とするができなかった項目についてまとめ、感染管
理認定看護師としての介入範囲について報告する。【目的】感染管理認定
看護師の新棟建築における介入範囲について明らかにする。【方法】効果
的に介入できた項目・介入を必要とするができなかった項目について、
現状の問題点を考慮し、自己の行動を分析する。【結果および考察】設備
や環境管理の要望は、病棟師長や医療安全係長を通じ、新棟建設会議に手
洗いシンクの設置場所や調整・周辺物品の選択、床面のR構造、PPE
ホルダーの設置などを提案した。しかし、病室以外の水周りやカーテン
レールなど、病室・病棟全体のレイアウトや動線について情報が得られ
ず、介入することができなかった。【結論】感染管理の視点から、新棟の
建築における施設管理の介入について振り返った。感染管理認定看護師
として建築段階から介入することの重要性は明らかだが、病棟全体の情
報を得ることや詳細なシミュレーションを実施することが、より効果的
な介入につながると考えられる。

O-69-5 感染管理認定看護師の地域における役割―出
張健康講座を行って―

○
いのうえ

井上 かおり
NHO 舞鶴医療センター 看護部

【はじめに】感染症の効果的な対策としては、地域全体で取り組み実践し
ていくことが重要である。当院は、平成 25 年 10 月から地域に密着した医
療と患者サービスの向上を図ることを目的に地域の方々を対象とした
「出張健康講座」を実施している。そして、この講座に感染管理認定看護
師として参加をしている。講座を通して感染管理認定看護師の地域にお
ける役割について述べる。【目的】感染管理認定看護師の出張健康講座で
の役割を明らかにする。【方法】平成 26 年 3 月からの講座を通して地域の
方の反応を分析する。【結果】平成 26 年 3 月に「手洗い」についての講座
を 2回、5月に「食中毒」の講座を 2回実施した。講座時間は、30～40
分。二つのテーマとも手洗いの必要性や手洗いの方法、手洗いのタイミン
グについての内容を取り入れた。蛍光塗料を用いて洗い残しチェックも
行った。参加者は、15～46 名。依頼者は老人クラブ中心であった。手洗い
の方法の場面では、「手洗いをこんなに意識してやったことがない」「6ヶ
所も洗うのやね」と手を動かしながら隣同士で話をされている姿を見る
ことができた。【考察】菌やウイルスに対するニュースを良く耳にする時
代となり、手洗い用品も多い。講座参加者の言動からは、個人個人の感染
に対する認知はあっても正しい手洗い方法など防止対策に対する認知は
まだ低い。地域の方々が日頃から感染防止対策を身近に感じ実践できる
ように講座を通して関わることは、地域の方々の病院内での手洗い行動
や職員への問いかけなどに繋がり、病院内における職員の手指衛生遵守
に効果的に作用すると考える。【結論】出張健康講座は地域における感染
防止対策の認知度向上に繋がる。
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O-69-6 消化管内視鏡検査室における一般細菌培養検
査の実施

○
せいしま じゅん

清島 淳、丸川 洋平、大和 雅敏、宮澤 正樹、梶 喜一郎、
小村 卓也、太田 肇

NHO 金沢医療センター 消化器科

【背景】消化管内視鏡が普及するにつれて、内視鏡を介した感染事故が問
題視されるようになり、2008 年に 3つの学会から成るマルチソサエティ
ガイドラインが発行された。そこで、当院における消化器内視鏡室の細菌
感染の状況を調査した。【方法】2013 年に 2回、日本消化器内視鏡技師会
の内視鏡定期培養検査プロトコールに則り培養検査を施行した。検査箇
所は、内視鏡（内視鏡先端部、内視鏡吸引管路、送気管路）、腸管壁洗浄
用送水ポンプとして使用していた農薬散布用の加圧式薬品噴霧器（以下、
加圧式噴霧器）より排出した水を対象とし、陰性コントロールとして内視
鏡室の空気の培養を行った。【結果】加圧式噴霧器より排出した水の培養
から多剤感受性緑膿菌 200CFU以上�100ml が検出された。内視鏡および
陰性コントロールの培養からは検出されなかった。加圧式噴霧器はタン
ク部およびポンプチューブに分解され、次亜塩素酸ナトリウムにて滅菌
を行っていたタンク部からは緑膿菌はほとんど検出されず、チューブ内
に少量残る排液から検出された。【考察】医療機器ではない加圧式噴霧器
のポンプチューブを完全に消毒することは不可能であったため緑膿菌が
検出された。現在では近年開発された内視鏡専用送水ポンプ（Olympus
OFP�2）を購入し使用することで長年にわたり使用してきた加圧式噴霧
器の使用は中止した。【結語】医療器材に対して積極的に培養を提出し感
染状況を明らかにすること、医療機器ではない器材を流用している場合
にはその消毒法を考慮して、消毒が完全に行えない部品がある場合には
ディスポーザブルとして使用するか、使用の中止を考慮することが重要
である。

O-69-7 連携医療施設の感染防止対策加算2の取り下
げに伴う感染防止対策加算1の取り下げ事例

○
たかやま な お き

高山 直樹
NHO 天竜病院 感染対策室

【目的】
当院は感染防止対策加算 1を申請する医療施設である。今回、当院と連

携している感染防止対策加算 2の医療施設が適時調査において感染防止
対策加算 2の取り下げを指示されたことに併せて、当院も感染防止対策
加算 1の取り下げを指示されたという事例を経験したため、報告する。
【方法】
事例検討報告

【結果】
2013 年 4 月より当院と連携先は、感染防止対策加算 1と感染防止対策

加算 2の連携を開始し、7月に第 1回目、9月に第 2回目の合同カンファ
レンスを実施していた。10 月、連携先から、厚生局の適時調査を受け感染
防止対策部門の未設置等を理由に、感染防止対策加算 2の取り下げを指
示された旨の電話連絡を受けた。同月、厚生局へ当院の加算の取り扱いに
ついて問い合わせをしたところ、当月より感染防止対策加算 1の取り下
げを指示された。2013 年 12 月に連携先の感染防止対策加算 2の再申請の
準備が整ったことを受け、当院も同時に感染防止対策加算 1の再申請を
行った。再申請までの期間が短かったため、当院の加算の取り下げに伴う
他の連携先に対する影響を発生させることはなかった。
なお、連携先は 2012 年度から感染防止対策加算 2を申請しており、

2012 年度は近隣の医療施設と連携をしていた。
【結論】
感染防止対策加算の取り下げは、複数の連携先に影響する。感染防止対

策加算を申請する医療施設がよりよい地域連携を安全に継続していくた
めには、連携先と施設基準の達成度についても相互確認しておく必要が
あることが示唆された。また、複数の医療施設と連携を組むことも、1
つの対処法と考える。

O-69-8 感染対策に関する意識付けおよび対策向上へ
の取り組みと指導のあり方

○
ほんぼう さ お り

本坊 沙織、町頭 利佳
NHO 指宿医療センター 看護課

【目的】Ι病棟は感染症病床を 4床持つ病棟であるが、感染症別に対策の徹
底が行われていない状況がある。そこで感染に対する専門的対処が行え
るよう感染対策向上を図る方法について検討した。【方法】1．研究デザイ
ン：仮説検証型研究 2．対象：Ι病棟看護師 24 名 3．調査期間：平成
25 年 11 月～平成 26 年 2 月 4．調査方法：感染対策実施状況サーベイラ
ンス及びアンケートにて意識調査を実施。その後、学習会を開催し 3週間
後同様のアンケートとサーベイランスを実施。簡易テストも行い、学習会
により感染対策に関する知識と対策実施状況が向上したか評価すると共
に、意識・知識・行動の影響について分析する。5．用語の定義：知識認
識率とは「感染対策を理解している」と思っている割合、行動認識率とは
「感染対策を実施できている」と思っている割合。【結果】学習会前は知識
認識率 71％、実際の知識 46％、行動認識率 50％、対策充実率 19％であっ
た。学習会後は知識認識率 95％、実際の知識 70％、行動認識率 80％、対
策充実率 56％であった。学習会後、感染対策に関する知識は 36％、感染
対策充実率は 37％の向上が見られた。【結論】仮説「学習と話し合いの機
会を設けることで感染対策に関する知識が向上すると共に、統一した対
策が行えるようになる」は、学習の機会を設けることで感染対策向上に効
果があった。しかし、知識認識率に対し実際の知識が下回り、知識認識率
に対し行動認識率が下回った結果から各々の問題意識と行動力がなけれ
ば感染対策の質の向上に繋がらない。定期的な学習機会を設け感染対策
に対する意識を保ち、対策向上に繋がるよう継続した取り組みが必要で
ある。

O-70-1 季節性インフルエンザの院内感染対策

○
お だ が き た か お

小田垣 孝雄
NHO 京都医療センター ICT

【目的】季節性インフルエンザの院内感染予防【背景】季節性インフルエ
ンザの院内感染予防対策にはインフルエンザウイルスを施設内に持ち込
ませないことが重要であるが、発症前日に感染力を有するとされており、
さらに 38℃以上の発熱＋急性呼吸器症状を呈する「インフルエンザ様症
状」を認めない感染者が存在し、見舞い来訪者、職員などによる持ち込み
を防ぐことは困難である。また、インフルエンザ抗原迅速検査の感度は
60％台とされ、診断の精度にも限界がある。したがって、院内の感染者を
疑い例も含めて可能な限り早期に発見し、感染の拡大を阻止して被害を
最小限に抑えることに対策の重点を置くことになる。京都医療センター
では、2012 年 3 月に 8日間で入院患者 15 名、職員 10 名のインフルエンザ
B型の病棟内アウトブレイクが発生し、当該病棟の新規入院停止、職員の
出勤停止による混乱を経験した。【方法】市中の流行期を参考に 3段階に
分類して流行の程度に応じた対応策を採る。また、流行期の入院患者のイ
ンフルエンザ感染リスクを曝露歴から 5段階に分類して隔離・隔離解
除、抗インフルエンザ薬予防投与、インフルエンザ抗原迅速検査の適否な
どを施行することとした。【成績】2013 年 2 月に 4日間で患者 6名、職員
4名のインフルエンザA型の発生があったものの、早期に終息が確認さ
れた。2012�2013 年シーズン、2013�2014 年シーズンに入院患者のインフ
ルエンザ散発発症は認めるものの、マニュアルに則った対応が浸透した
ため現場の混乱も回避できた。【結論】流行の程度に応じた感染対策の強
弱および個別患者の感染リスクに応じた隔離・予防策により、混乱なく
感染予防が達成された。
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O-70-2 感染防止リンクナース会における教育効果～
アウトブレイクを繰り返さないために！～

○
や ま だ か よ こ

山田 加代子
NHO 大阪南医療センター 感染対策室

【背景】H24 年度末に起こしたノロウイルスによるアウトブレイクは、診
療制限など施設に多大な損害をもたらした。アウトブレイクを繰り返さ
ないために、職員の半数を占める看護部の組織で構成される感染防止リ
ンクナース会での活動を強化した。【目的】感染防止リンクナース会活動
により、アウトブレイクを阻止する【方法】1．院内ラウンドの実施・
ニュースレター作成・マニュアル改訂・シミュレーションの実施 2．リン
クナース主体のミニ勉強会の実施 3．評価方法をアウトブレイクの発生・
医療関連感染の推移にて評価する【結果・考察】全員が効果的に活動でき
るよう 2つのグループに分かれ、取り組んだ。1Gは、5S活動を普及させ
普段問題と感じている内容を項目としたラウンドを行った。その結果を
ニュースレターとして年 2回発信した。2Gは、マニュアルの改訂とその
シミュレーションを行った。全員がアルコール性手指消毒剤の使用促進
に対する取組みを発表し、競い合った。さらに主体的にミニ勉強会を企
画・発表することにより知識の向上に努めた。嘔吐対応物品をセット化
し配置場所の統一を行い、あわてず対応できる環境を作った。嘔吐対応シ
ミュレーションビデオを作成し、スタッフ全員が視聴したことを確認後、
カンファレンスを行いながら各自が対応を考えた。スタッフの反応はイ
メージしやすく効果的であったとの意見が多かった。検査技師のリンク
ナース会参加も始まり、意見交換ができた。結果、25 年度はアウトブレイ
クの発生はなかった。さらに、医療関連感染の指標としているMRSA
の発生が 61 件から 32 件へ減少した。感染防止リンクナース会での活動
は一応の成果を保てていると考える。

O-70-3 ICT リンクナースによる手指衛生推進活動

○
いわした ゆ う か

岩下 有華、木村 芳子、橋本 麻子、阿部 瑞穂、君村 あすみ、
松橋 久恵、早坂 和恵、浅沼 智恵

国立がん研究センター東病院 看護部

【目的】A病院の ICTリンクナース会では、手指衛生推進活動を行ってい
る。しかし臨床からは「手が荒れてしまう」「必要性を感じていない」とい
う声が聞かれる。これに対し ICTリンクナース会では手指衛生の必要性
と手肌の保護について勉強会を行い、自部署で啓発活動を行った結果、手
指消毒剤の使用回数が増えたので、その活動を報告する。【方法】保湿剤
使用による手荒れ対策を含めた勉強会と全看護師への配信、手指衛生ポ
スター掲示を行い、取組み前後の手指消毒剤使用量を比較検討する。【結
果】勉強会の内容には、手指衛生の必要性、アルコール製剤による手指衛
生の方が皮膚への刺激が少ないこと、保湿剤を使用することで手肌の水
分量が保持できた実験の結果、勤務外でも保湿することが重要であるこ
とを含めた。この勉強会は全看護師が視聴できるようにし、看護師 347
人中 299 人（86％）が視聴した。また手指衛生啓発として、手指衛生を行
う宣言をポスターとして掲示した。さらに毎月の手指消毒剤使用量を看
護師別に提示したり、個人持ちの手指消毒剤に目標値をマークする活動
を行った。取組み前後の 1患者あたり 1日の手指消毒剤使用量を比較し
たところ、1.2 倍増加した。【考察】手荒れ対策に実験を用いたことで、ア
ルコール製剤の手荒れに対する影響を可視化し伝えることができた。ICT
リンクナースが臨床からの意見や疑問を受け止め、それに応える内容で
勉強会を構成したこと、個別に働きかけるといった複数の取り組みに
よって手指消毒剤の使用量が増加したと考える。【結論】手指衛生の必要
性に関する勉強会と個別目標設定により、手指消毒剤使用量が増加した。

O-70-4 胃瘻患者におけるノロウイルス簡易検査偽陽
性患者2例の報告

○
しぎょう

執行 えりこ、入村 健児
NHO 佐賀病院 医療安全管理室

【はじめに】A病棟は、2014 年 2 月にノロウイルスによる職員 1名と患者
3名への院内感染を経験した。患者 3名中 2名は胃瘻患者であり、偽陽性
が確認されたためその詳細について報告する。【症例】発端患者：2�4～2�
7 ノロウイルス性胃腸炎による腎機能悪化にて入院となった 92 歳女性。
感染者 1：入院時に発端患者と濃厚接触した 28 歳女性職員。感染者 2：
発端患者と看護チームが同じである 62 歳女性患者。2�8 より下痢が始ま
り、2�9 に簡易検査キットで陽性。感染者 3：発端患者と看護チームが同
じである 72 歳女性患者。胃瘻による経管栄養中であり、ADLは全介助で
ある。2�16 に下痢が始まり、簡易検査キットで陽性。感染者 4：発端患者
と看護チームが違う 67 歳男性。胃瘻による経管栄養中であるが、ADL
は部分介助でオムツ交換は看護師 1名で対応できる。下痢が継続するた
め 2�19 に検査し、簡易検査キットで陽性。感染者 3・4は、後日 PCR
検査にて陰性を確認した。【考察】感染者 4は、1～3 とは看護チームが違
い、オムツ交換時にも看護師がチームを超えて交差しないことから、偽陽
性の可能性が考えられ、PCR検査に提出したところ陰性であった。感染者
3も PCR検査が陰性であったことから、ノロウイルス簡易検査キットA
の検体として胃瘻患者の糞便は不適応であることが示唆された。今回、検
査結果ありきで対応せず、個別の感染経路と曝露源を考慮し対応したこ
とで、感染対策による隔離等、患者にとって不要な不利益を最小限にする
ことに繋がった。【結語】検査は、感染対策の必要性を判断するのに有用
であるが、診断の一助に過ぎない。検査のみに頼った感染対策ではなく、
個別の感染経路と曝露源を十分に考慮し対応する必要がある。

O-70-5 アルコール手指消毒薬使用量とMRSA感染症
発生率との関連

○
す ず き な お こ

鈴木 奈緒子、浅田 瞳、森下 拓哉、後藤 拓也、早川 恭江、
加藤 稔、荒川 美貴子、鈴木 純、片山 雅夫

NHO 名古屋医療センター 感染制御対策室

［目的］手指衛生は院内感染対策において最も優先されるが、その遵守率
は 4割ともいわれ遵守率向上が課題になる。救命救急センターを有し年
間 7,000 台救急搬入のあるA病院では手指衛生遵守を重視し、アルコー
ル手指消毒薬使用量（払出量）調査とケア場面の手指衛生の観察を続けて
いる。今回、手指消毒薬使用量とMRSA感染症発生率の関連について検
討した。［方法］2010 年 4 月～2014 年 3 月におけるA病院（稼働病床数
619 床、平均在院日数 16 日）の全 15 病棟へのアルコール手指消毒薬使用
量と、入院患者の血液培養データに基づく新規MRSA、ESBL 感染症例を
対象とした。MRSA、ESBL 感染率（患者 1000 日当たりの発生数）と患
者 1日当たりの手指消毒薬使用量（ml�患者日）との関連について、経年
推移をピアソンの積率相関係数を用い検討し、有意水準は p＜0.05 とし
た。［結果］手指消毒薬使用量の年度推移は 15 病棟平均で 4.4、4.9、5.2、
5.3（ml�患者日）（r＝0.720、p＝0.002）、MRSA感染率（‰）は 0.160、0.108、
0.058、0.090（r＝�0.518、p＝0.040）、ESBL 感染率（‰）は 0.039、0.036、
0.045、0.036（r＝�0.004、p＝0.987）であった。手指消毒薬使用量とMRSA
感染率とに負の相関がみられた（r＝�0.584、p＝0.017）。［結語］重症ケア
ユニットを持つA病院においてMRSA感染症は致命的な合併症であ
り、感染対策において手指衛生の遵守は最優先課題である。一方、手指衛
生は業務が多忙なほど遵守が困難となりやすい。継続する手指消毒薬使
用量の調査とフィードバックはアルコール手指消毒薬の使用量を押し上
げることが期待でき、また、アルコール手指消毒薬使用量の増加はMRSA
感染症の低減に関連すると考えられた。
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O-70-6 Phage Open Reading Frame Typing
（POT）法を用いた病棟分離MRSA株の分子
疫学解析

○
ま つ お ゆういち

松尾 祐一1、三重野 純子2

NHO 大分医療センター 研究検査科1、NHO 大分医療センター 看護部2

【背景】Staphylococcu aureus（S.aureus）はヒトに感染し膿瘍等の表皮感
染症や敗血症等の重篤な感染症の原因菌となることが知られている。以
前の疫学調査では、メチシリン耐性ブドウ球菌（MRSA）は S.aureus
の 50�70％を占めると報告されていたが、近年、院内感染対策の充実によ
り減少傾向にあるとされている。しかし、医療現場で最も多く検出される
耐性菌はMRSAであり、その院内伝播の把握は院内感染対策において非
常に重要であると思われる。しかし、分子疫学解析で使用されるパルス
フィールド電気泳動（PFGE）を臨床検査で行うことは困難である。そこ
で、マルチプレックス PCRを用いた POT法を使用して、病棟患者から分
離されたMRSAの分子疫学解析を行った。
【成績】POT法は Cica Geneus Staph POT KIT（関東化学）を使用した。
PFGEは制限酵素に SmaI を使用した。まず、2010 年に分離した 12 株と
2014 年に分離した 9株を POT法と PFGEで解析を行った。その結果、
POT法は PFGEと同等の識別能力を有することが分かった。さらに、
2014 年 1 月からの分離株を POT法で解析した。その結果、POT型：93�
191�103 の株が複数の病棟から検出された。
【結論】POT法で網羅的にMRSAの分子疫学解析を行うことで、93�191�
103 型の株が入院患者から多く分離されていることが明らかとなった。し
かし、臨床的背景からは全患者の共通点を見出すことはできず、院内感染
と断定することは困難であった。このことから、93�191�103 型は地域流行
株である可能性が示唆された。

O-70-7 当院での結核接触者検診についての検討

○
ほ ん だ しょうこ

本田 章子1、山領 豪2、川上 健司2、延末 謙一2、黒木 麗喜2、
松本 みゆき3

NHO 長崎川棚医療センター 感染症内科1、
NHO 長崎川棚医療センター 呼吸器内科2、
NHO 長崎川棚医療センター 看護部3

【背景】長崎県の新規結核発生率は、2010 年 1 月から 4年間は全国で 1
位、5位、5位、3位（暫定）と上位である。長崎川棚医療センター（以下
当院）は結核病棟（5床）を有している事もあり、結核疑いの紹介を受け
る病院である。そのため結核感染対策としては不慣れではない環境であ
るが、院内接触者検診の事例数が増加傾向である。【目的】当院における、
結核接触者検診について検討を行った。事例増加の因子や対策の問題点
などを探し、院内感染対策の更なる強化を図る。【方法】2010 年 4 月（2010
年度）から 4年間での、接触者検診事例の検討を行った。事例毎の接触状
況を振り返り、事前の対策が取れなかった因子を検討した。【結果】当院
で結核入院加療した症例数は 2010 年度から 4年間は各々 26、14、16、19
例と大きな変化はなかった。院内接触者検診数は同 4年間で 0、1、5、5
事例と増加していた。症例の平均年齢は 85.7 歳であった。事前の対策が取
れなかった因子としては、救急外来 4例、呼吸器疾患以外での紹介 3例、
再発性誤嚥性肺炎 4例、別疾患で入院中発症 2例、結核疑うも対策指示せ
ず 2例などであった。【考察】高齢化で、症状を捉えにくい症例や肺炎と
鑑別が困難なものが増加していることが事例増加の背景としては考えら
れる。当院の従来のルールとしては、対応スタッフは医師にN95 マスク使
用の指示を受ける、結核疑い時点で呼吸器内科紹介としていた。事例増加
に伴い、上記の事例を研修会や医局会で頻回に紹介し、医師には抗酸菌塗
抹検鏡も積極的に検討するよう周知・依頼し、また対応スタッフには紹
介状などに結核のキーワードがあれば、医師指示前のN95 マスク使用を
推奨するなど感染対策を強化している。

O-70-8 重心病棟におけるノロウイルス胃腸炎のアウ
トブレイク後の対策

○
かたやま ゆ う こ

形山 優子、河田 典子、井上 美智子、原 太一、藤田 裕子、
溝内 育子

NHO 南岡山医療センター 院内感染対策室

【目的】2013 年 2 月に重心病棟においてノロウイルスのアウトブレイクを
経験した。その後対策を検討し 2013�2014 冬期シーズンは感染拡大防止
に繋がったので報告する。【方法】アウトブレイクの事例から要因を分析
し、改善を行った。【結果】アウトブレイクの要因としては、1）第 1例目
の有症状者のアセスメント不足 2）有症状者の個室、コホートができて
いないこと 3）おむつ交換車の利用 4）一部おしり拭き容器の共有 5）
感染性胃腸炎発生後の面会制限 6）日頃からの標準予防策の不徹底であ
る。改善点は、1）患者の早期発見と対策のために、感染性胃腸炎の症状
があれば、現場から早急に ICTに報告するようにし、ICTと相談しなが
ら対策を実施できる体制の強化 2）職員の健康チェック 3）症状発生時の
個室対応 4）冬期感染症流行早期の面会制限の実施 5）清潔と不潔が混
在するおむつ交換車の廃止 6）一部共通使用していたおしり拭き容器の
取り出し口のATP検査の数値を示し個人使用化 7）おむつ交換の手技
の現場指導を行い、個々の患者で実践できるよう検討 8）重心病棟では
多職種が関わるため、リハビリ、療育指導室などすべての関係部署に感染
対策マネージャー（ICM）を配置し、情報交換を行いながらの対策の実施。
以上の改善点を実践したことで、1名の患者発生はあったが、感染拡大は
抑えられた。【結論】アウトブレイクを防止するためには、病原体を持ち
込まないことと初期の感染防止対策が重要である。そのための組織作り、
情報提供、日頃から現場の状況を把握し指導していくことが ICTの役割
と考える。

O-71-1 職員健診時に実施した小児病棟職員の流行性
疾患（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）における
抗体価推移の検討

○
やまぐち よ し お

山口 禎夫1、金光 将史2、北原 望2、石井 とも2、石井 徹2、
中村 見幸3,4,5、佐藤 利香3,4,5、大橋 純子3、矢崎 晴識5、
河尻 公樹5、本杉 侑也5、駒ヶ嶺 順平5、矢吹 拓5、田村 明彦5

NHO 栃木医療センター 臨床研究部 感染アレルギー科1、
NHO 栃木医療センター 小児科2、NHO 栃木医療センター 看護部3、
NHO 栃木医療センター 感染防止対策室4、NHO 栃木医療センター ICT5

【背景】2008 年以降，栃木県では麻疹・風疹の地域流行はなく，水痘・ム
ンプスは，小児の間で地域小流行を認めている．これらの疾患は，流行に
より罹患者と接触があった場合，ブースター効果（追加免疫）で抗体価は
上昇し，接触がなかった場合，抗体価は減衰していくと考えられる．【方
法】対象は小児病棟に職歴がある職員 23 名で，2013 年の職員健診時に麻
疹・風疹・水痘・ムンプスの IgG 抗体価（EIA）を測定し，2008 年（国立
病院機構の研究で実施）に測定した抗体価との推移を検討した．±5％を
変動なし，±5～20％未満を軽度上昇・減衰，±20～50％未満を中等度上
昇・減衰，±50～100％未満上昇・減衰を高度上昇・減衰，感染が示唆さ
れる 100％以上の有意上昇（EIA抗体価 2倍以上）に分類した．【成績】
麻疹は，変動なし 1名（4％），軽度減衰 6名（26％），中等度減衰 13 名
（57％），高度減衰 1名（4％），軽度及び中等度上昇は 0名，高度上昇 1
名（4％），有意上昇 1名（4％）であった．風疹は，変動なし 5名（22％），
軽度減衰 3名（13％），中等度減衰 5名（22％），高度減衰 0名，軽度上昇
5名（22％），中等度上昇 2名（9％），高度上昇 2名（9％），有意上昇 1
名（4％）であった．水痘は，変動なし 4名（17％），軽度減衰 3名（13％），
中等度減衰 2名（9％），高度減衰 0名，軽度上昇 1名（4％），中等度上昇
3名（13％），高度上昇 0名，有意上昇 10 名（43％）であった．ムンプス
は，変動なし 0名，軽度減衰 4名（17％），中等度減衰 12 名（52％），高
度減衰 5名（22％），軽度上昇 1名（4％），中等度上昇 0名，高度上昇 1
名（4％），有意上昇 0名であった．【結論】麻疹，ムンプスは約 9割で抗
体価が減衰し，風疹は約 3～4割ずつ抗体価上昇と減衰に分かれた．水痘
は約 2割で抗体価が減衰，約 6割で抗体価上昇（ブースター効果）し，そ
のうち有意上昇者が約 2�3 を占めた．
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O-71-2 清潔で安全なAライン採血を行うための取り
組み

○
い し い と も こ

石井 知子、廣瀬 智子、笹井 恵美子、松橋 久恵、早坂 和恵
国立がん研究センター東病院 看護部

【目的】術後管理、重症患者が在室し集中治療を目的とした病棟では、易
感染状態の患者が入室し多くの患者にAラインが挿入され、看護師が採
血を行っている。Aライン採血は清潔操作で行う必要があるが、統一した
手順で行われていなかった。今回、清潔で安全な採血を統一して実施でき
るための取り組みを行ったので報告する。【方法】病棟看護師 23 名を対象
に、現在行っているAライン採血手順について書き込み式アンケートを
実施した。アンケート内容を基にスタッフの行動パターンを把握し、安全
と感染対策の視点を踏まえたAライン採血手順の手順書を作成した。勉
強会を行い、前後のアンケート結果から手順の「採血前の手指衛生」「ルー
ト接続部の消毒」「保護栓の交換」について実施状況を調査した。手順書作
成にあたって針刺ししやすい場面を検討し、針刺し事故防止のため感染
管理認定看護師と協力し、分注器を導入した。【結果】分注器の使用につ
いては全員が使用しAライン採血を実施している。針刺し事故は手順書
作成前後で発生しなかったが、針刺ししやすい場面は手順作成前は 3場
面あったが手順作成後は減少した。採血前の手指衛生実施率は勉強会前
が 47.8％、勉強会後は 78.3％であった。ルート接続部の消毒の実施率は勉
強会前が 30.4％、勉強会後は 69.6％であった。保護栓の交換実施について
は 4.3％から 82.6％と上昇した。【考察】スタッフの行動パターンを基に
エビデンスを示して理解を促し、タイミングや方法を具体的に伝え指導
したことにより、スタッフが手順に沿って行動できる結果につながった
と考える。清潔で安全なAライン採血の順守率が向上した。

O-71-3 ICT リンクナースによる個人防護具着用推進
活動

○
さ と う ゆ き え

佐藤 幸恵、小林 妙子、金剛寺 朋子、田口 恵美子、
松橋 久恵、早坂 和恵、浅沼 智恵

国立がん研究センター東病院 看護部

【目的】個人防護具（以下 PPE）は行う処置ごとに適切に選択をして着用
する必要があるが、臨床では十分に着用されていない現状がある。A病院
ICTリンクナース会では、PPE着用の推進活動に取り組み、PPE着用率
が増えたので、その活動を報告する。【方法】病棟勤務の看護師 220 名を
対象に、吸引、汚物処理時の PPE着用頻度と着用しない理由について自
記式アンケートを実施した。アンケート結果をもとに勉強会内容を構成
し、勉強会前後のアンケート結果と PPEの請求数の比較を行った。【結
果】アンケートでは PPEを着用しない理由として「着用する習慣がない」
「急いでいるときに面倒」が挙げられたため、勉強会では蛍光塗料を用い
たケア処置時の体液の飛散状況の確認と PPEの必要性を説明した。さら
に、PPEの設置箇所として、個人持ちの手指消毒剤とゴーグルをセットで
設置することなど提案した。吸引・汚物処理時にマスク・手袋を着用す
ると回答した看護師は 90％前後で、勉強会の前後で差はなかった。一方、
吸引・汚物処理時にエプロンを着用すると回答した看護師は、勉強会前
は 26％に対し勉強会後は 42％に上昇した。同様にゴーグルの着用は、勉
強会前 33％に対し勉強会後 48％に上昇した。ゴーグルの請求数は約 1.5
倍増加した。【考察】血液体液の飛散状況を可視化することで、看護師が
PPE着用の必要性を認識することができたと考える。加えて ICTリンク
ナースが臨床の動線を考慮したことで、必要時に PPEを着用しやすい環
境を整備することができた。PPEの必要性に関する勉強会と PPE設置箇
所の検討により、PPEの着用率が増加したと考える。

O-71-4 術後ドレーン挿入中の患者に対してシャワー
浴が及ぼす影響

○
にしかわ ひ ろ こ

西川 宏子、小山 ますみ、堀田 美幸、金子 弘美、蒲原 行雄
NHO 長崎医療センター 総合外科病棟

【はじめに】
消化器術後に低圧持続ドレナージバック（以下ドレーンとする）が挿入さ
れている場合、抜去されるまでに平均 6日を要する。そこで、シャワー浴
を行った群（以下 Α群とする）と行えなかった群（以下 Β群とする）を
比較し、シャワー浴によって感染が増加しないことを明らかにし、手術後
の清潔ケアの質の向上につなげたい。
【目的】
Α群と Β群を比較し、シャワー浴が創感染の増加に影響しないことを明
らかにする。
【方法】
1．期間：Α群 平成 24 年、平成 25 年 7 月 1 日～12 月 31 日 術後 1日
目～退院まで

Β群 平成 22 年、平成 23 年 7 月 1 日～12 月 31 日
2．対象：Α施設外科病棟において消化器術後のドレーン挿入患者 26 名
3．施行基準：術後 3日目以降に医師の許可が得られた患者
4．施行方法：ドレーンバックはジッパー付ビニール袋で二重に覆う。ド
レーン刺入部は、看護師が被覆材を除去し泡立てた石鹸で洗浄。他全身は
通常のシャワー浴を行う。シャワー浴後ドレーン刺入部は、看護師が水分
を拭き取り乾燥させてドレッシング材を貼付する。
5．調査項目及び分析方法：術後から退院まで発熱、疼痛、発赤、膿性排
液を χ2検定を用いてNSTATwin32 で解析。
【結果】
1．Α群では 26 名中 23 名は、感染の診断はなかった。
2．創部感染と診断された患者は 3名であり、ドレーン挿入部感染が 2
名、体腔感染が 1名であった。
3． 創部感染と診断された 3名とも胃癌の手術のドレーン抜去後であり、
開腹術が 2名、腹腔鏡下が 1名であった。
4．Α群と Β群の感染の有無を χ2検定を行った結果、有意差は得られな
かった（p＝0.849）。

O-71-5 吸引チューブクリップの開発と提案～感染管
理と作業動作軽減への取り組み～

○
いいがはま みのる

飯ヶ濱 実、唐沢 由美、宮坂 志代子、草間 美穂、和田 美香、
宮下 聖、大沢 麻紀子、藍原 美香、丸山 紗代、米窪 雅子、
長沼 佳那子、島田 忍、上蔀 五月

NHO まつもと医療センター 松本病院 看護部

【目的】感染管理の目的で閉鎖式吸引装置が病院で使われている。しかし
吸引に用いた吸引口（チューブの先端）は下を向き、吸引しきれなかった
分泌物が先端から垂れ下がっている事がある。これでは感染を制御する
装置が、かえって感染を拡大させてしまう恐れがある。今回、吸引装置の
チューブ管理の方法に感染管理と作業動作軽減の面から焦点をあて、吸
引チューブクリップの開発を行ったのでここに報告する。【方法】吸引口
が下を向いていることが問題であるため、吸引口を上に向ける方法が必
要であった。また感染管理として複雑な手順や操作は看護師に受け入れ
がたく、扱いやすく、簡便な装置であることが望まれた。以上より、使い
やすい・目につく色・移動できる・正しい場所・耐久性・安価であると
いうポイントに注目・改善し、感染管理と作業動作軽減につながったか
を検証した。【結果】吸引チューブクリップに求められる条件をクリアし
たものが、ループ付き洗濯バサミであった。既製品のままではループを突
起物にかけても吸引口が上を向かないため、ループと洗濯バサミ先端が
90̊ になるように修正した。その結果、吸引物は垂れ下がることなく清潔
を保つことができた。また同時に固定された定位置に戻す行為により、作
業動作軽減につながった。【考察】吸引チューブクリップによって留めら
れた吸引口は常に上を向いており、痰などの分泌物は垂れ下がることな
く感染管理の面から有用である。またループで定位置に固定できるため
吸引チューブが必ずその場所に戻ることで探すことなく、作業動作の軽
減が図れている。【結論】吸引チューブクリップは感染管理・作業動作軽
減の両面において有用である。
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O-71-6 当院 ICTにおける複数セット推奨血液培養ボ
トル容器導入の試み

○
ご と う ともひこ

後藤 智彦1、小林 亮治1、加藤 康子1、竹田 信邦1、竹内 智明1、
日吾 雅宜1、島田 哲也1、工藤 圭美2、福本 由紀2、眞中 章弘2、
桒田 香織2、上牧 勇2
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【はじめに】当院では、ICTを中心に血液培養の複数セット採血を推奨し
ているものの、その実施率は伸び悩みをみせていた。またその他に運用に
関連した問題も生じていた。これらの改善に、ICTや細菌検査室だけでは
なく、医療スタッフ全体の意識改革と改善に向けて取り組みを行ったの
で報告する。
【問題点と取組み】まず ICTで現状の問題点を洗い出し協議した。
1．血液培養の複数セット採血実施率（以下実施率）の停滞
2．コスト面での懸念
3．検体提出時にバラバラに置かれ、受付の確認に時間を要している。
4．検体に貼られたバーコードラベルがはがれていることがある。
5．ボトルを落として破損することがある。
6．ボトルの周りに血液が付着することがあり非衛生的で感染の危険性

がある。
7．ボトルが段ボールの梱包単位で払い出されることがあり、病棟で保

管され使用されるが、使用しきれずに有効期限が切れてしまう。それら問
題点を解決する案として、検査オーダー画面と検体ラベルの修正、マニュ
アルの整備、複数セット用の搬送容器を準備した。また、決められたルー
ルを守られていない検体については、ICNと細菌検査技師で提出先病棟
に出向き啓蒙活動を繰り返した。
【まとめ】2014 年 4 月より複数セットを推進するための容器を導入するな
どしたことにより、複数セット採血実施率の向上につながり、問題点も解
消された。また、抗菌薬の適正使用にも細菌検査室としての関わりがさら
に関係深きものとなった。今後も ICTメンバーの協力を得て、さらなる
啓蒙活動による複数セット採血実施率の向上と適正治療に貢献するため
に取り組んでいきたいと考えている。

O-71-7 当院における職員の流行性ウイルス性疾患の
抗体価測定結果の分析およびワクチン対象者
についての検討

○
お だ わ ら み き

小田原 美樹、岸原 康浩、有川 法宏、小林 良三
NHO 九州医療センター 感染制御部

【はじめに】2009 年に職員 934 名の麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎
（以下、ムンプス）の抗体価測定を実施し、2010 年からワクチン接種を開
始した。ワクチン接種対象者（以下、接種対象者）の選定を 2つの基準で
検討し、その分析結果と現在の対応について報告する。【目的】職員の抗
体保有状況に基づき、流行性ウイルス性疾患への体制を整える。【方法】
抗体価結果を（1）SRLの検査基準値（2）日本環境感染学会「院内感染対
策としてのワクチンガイドライン第 1版」の判断基準の目安に基づき比
較検討した。さらに、風疹は（2）に基づき、性別と年齢層別に分析した。
【結果】各基準に基づいた接種対象者の割合は（1）麻疹 1.9％、 風疹 8.1％、
水痘 1.9％、ムンプス 23％、（2）麻疹 33.2％、風疹 19.2％、水痘 1.9％、ム
ンプス 23.0％であった。風疹については男性 28.7％、女性 16.4％、年齢層
別では 40 歳代男性が 42.0％であった。当院では環境感染学会の基準を採
用し、同意が得られた職員にワクチン接種を行った。2009 年以降に職員
3名がウイルス性疾患に罹患した。そのうち 2名は抗体価陰性であった
が、1名はムンプスのEIA価が（±）で、家族内感染した事例であった。
【考察】当院は急性期総合病院のためウイルスへの曝露のリスクは高いと
考えられる。2つの基準で接種対象者数を比較すると、環境感染学会基準
では麻疹および風疹が多かった。風疹は 40 歳代男性の割合が高かった。
40 歳代男性は家族から曝露のリスクがあり、また当院には産科病棟もあ
るため職員から妊婦への感染伝播を防止する必要があると考えられるた
め、より厳しい基準である環境感染学会のガイドラインを用いて接種対
象者を選定するのは妥当と思われた。

O-72-1 内視鏡的治療により整復可能であった胃捻転
症の例

○
や く す え と も こ

彌久末 智子、豊川 達也、松枝 克典、表 静馬、上田 祐也、
岡本 明子、神野 有子、遠藤 伸也、堀井 城一郎、藤田 勲夫、
村上 敬子

NHO 福山医療センター 消化器内科

症例は 80 歳代，女性．主訴は腹痛，嘔吐．H25.8.18 から繰り返す腹痛，
嘔吐をみとめ，かかりつけの病院を受診．そこでのCT検査にて腹水貯留
が疑われ，2013 年 8 月 19 日，当院に紹介された．当院で行ったCT検査
で，胃は腸間膜軸方向への捻転像と，それに伴う胃拡張像，門脈気腫，食
道裂孔ヘルニアを認め，急性の続発性短軸性後方型胃軸捻転症と診断さ
れた．同日に行われた上部内視鏡所見では胃粘膜の蒼白なく，虚血所見を
認めなかったため，透視下にスコープを進め幽門輪を確認．十二指腸に到
達した後ストレッチをかけて捻転の解除を試みた．術後経過は良好で，第
18 病日に退院となった．以後再発を認めていない．胃軸捻転症の保存的治
療として，胃管挿入による減圧術や内視鏡的整復が報告されているが，整
復が成功してもその後の再発を防ぐために胃固定術や胃瘻造設が施行さ
れることが多い．今回我々は，内視鏡治療での捻転解除に成功した．従来
の治療法と比較してより低侵襲で，良好な結果を得ることができたので
若干の文献的考察を加えて報告する．

O-72-2 Press through package誤飲により腹痛を
きたした一例

○
やまもと わ か こ

山本 和香子、平野 史倫、西村 英夫
NHO 旭川医療センター 放射線科

他院にて腸炎の診断のもと抗生剤治療を受けた 80 歳代男性。腹痛は軽
減したがCT所見が不変とのことで下部消化管内視鏡検査目的に紹介さ
れ受診した。上行結腸～回盲部に単純CTで高吸収を示す 2.5cm長の細
い線状高吸収域を認め、造影CTでは腸管壁に造影効果を伴う肥厚を認
めた。Free air は指摘できないため緊急性はないと判断し、CT検査の一
週間後に下部消化管内視鏡検査施行。回腸終末部において PTP（Press
through package）が粘膜に刺さっており、深い潰瘍形成を伴っていた。
内視鏡下で PTPを摘出後、即日入院となり絶食、補液、抗生物質投与を
5日間施行。その後経口摂取を再開し退院となった。PTP誤飲は高齢者に
多く、PTPを飲み込んだことを気づいていない場合が多い。PTP誤飲に
よる危害部位では食道の生理的狭窄部が最も多い。その次に腹部が多く
回腸末端も生理的狭窄部位である。高齢者の腹痛精査でCTを施行した
際、PTPなど異物誤飲の可能性についても念頭におく必要があると考え
られた。
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O-72-3 Trousseau 症候群を呈した進行胃癌の1例

○
お ば た たいすけ
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症例は 57 歳の女性、1ヶ月前から腹部膨満感・心窩部痛が出現、前医の胃
透視検査で異常所見を認め、精査加療目的で当科紹介受診となる。上部消
化管内視鏡検査では噴門部に 4型の病変を認め、生検でGroup5（印環細
胞癌）の結果であった。全身検索を施行、腹部造影CTで肝転移・腹水・
腹膜播種の所見を認め、StageIV の病期と診断、入院にて化学療法（TS�
1＋CDDP）を導入した。治療前の心臓超音波検査では左房内に血栓を疑
う所見を認めたが、原発巣からの出血を懸念して抗血栓療法は併用しな
かった。治療導入後は大きな副作用なく一旦退院し外来で治療継続と
なった。その後、腹痛増悪あり退院後 2週間で再診、造影CT検査にて腹
水増加・両側腎梗塞・脾梗塞の所見あり、緊急入院となった。癌性疼痛と
してオキシコドン内服を開始、症状緩和目的で腹水穿刺排液を行った。再
入院後 3日目から意識低下を認め右麻痺が出現したため頭部CT検査を
施行、左中大脳動脈領域から後大脳動脈領域に淡い LDAを認め脳梗塞と
診断、ヘパリン治療を開始するも意識回復はなく、徐々に全身状態は低
下、腹水はさらに増加し両側胸水も出現した。アルブミン補給や利尿剤よ
る治療を追加、症状緩和目的に腹水排液を行うも全身状態はさらに低下、
治療開始から 52 日目に永眠された。本症例は進行胃癌の治療中に腎梗
塞・脾梗塞・脳梗塞を併発しTrousseau 症候群と診断した。脳梗塞の診
断後にヘパリン治療を追加するが意識回復・麻痺改善なく不幸な転帰と
なった。担癌患者に凝固線溶異常を来すことは知られているが、治療開始
後に多発梗塞を認めTrousseau 症候群を呈した進行胃癌の 1例を経験し
たので報告する。

O-72-4 化学療法の有害事象により死亡した可能性の
ある手術不能進行胃癌の1例

○
ながしま さ と み
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NHO 福山医療センター 消化器内科

【症例】60 歳代、女性【主訴】鼠径部腫瘤【現病歴】2013 年 3 月中旬頃よ
り右鼠径部腫瘤自覚し、精査目的にて当科紹介受診。胸腹部造影CTにて
全身に多数のリンパ節腫大を認め、また、上部消化管内視鏡検査にて胃体
部小彎側に巨大な 2型腫瘍を認めた。リンパ節、胃腫瘍からの生検にて胃
癌とそのリンパ節転移と診断し（TXN2M1 stag4）、同年 4月化学療法目
的に当科入院となった。HER2 陽性胃癌であったため、一次治療として
Trastuzumab＋Capecitabine＋Cisplatin 療法を行った。1コース目は
grade2 の悪心、食欲不振を認めるのみであり、2コース目からは外来化学
療法とした。2コース目開始後 day15 に Grade4 の好中球減少から発熱性
好中球減少を発症した。ガイドラインに準じて加療を行ったが、DIC から
多臓器不全となり day22 に死亡した。【考察】本症例は 2コース目開始前
に腎機能の低下（eGFR ; 46 ml�min）と grade3 の好中球減少（好中球 744�
μL，WBC 3100）を認めており、また高度の腎機能低下，骨髄毒性、頻回
下痢が遷延したため急速な転帰をたどったものと考えた。化学療法につ
いては抗がん剤の種類，投与方法にかかわらず、有害事象に応じた適切な
患者管理が重要であると思われた。

O-72-5 当院におけるH.pylori 1 次除菌率とPPI の関
連性に対する検討

○
さ か い し げ き

酒井 滋企1、水田 寛郎1、伊藤 明彦1、五月女 隆男2、辻川 知之1

NHO 東近江総合医療センター 消化器内科1、
NHO 東近江総合医療センター 救急科2

【目的】2013 年 2 月から慢性胃炎に対するH.pylori（以下Hp）の除菌が適
応追加されHp関連胃炎に対する胃疾患の抑制効果が期待されている
が、抗生剤の耐性菌のためHp除菌率は年々低下しているとの指摘があ
る。今回は抗生剤以外の因子として PPI 別に Hp除菌成績を検討した。
【方法】2013 年 2 月から 2014 年 2 月に 1次除菌判定が確認できた 211 人
（男性 106 名、女性 105 名）について PPI 別に比較検討を行った。レジメ
ンはエソメプラゾール（EPZ）20mg＋AMPC750mg＋CAM400mg（以下
EPZ群）、ランソプラゾール（LPZ）30mg＋AMPC750mg＋CAM400mg
（以下 LPZ群）、ラベプラゾール（RPZ）10mg＋AMPC750mg＋CAM400
mg（以下 RPZ群）1日 2 回 7 日間投与で前向きに順に割り付けた。全例
除菌後 4週間以降に尿素呼気試験（UBT）にて除菌判定し、PPI 別に除菌
率の検討をおこなった。【結果】除菌の成功率は全体で 81％（171�211
例）、薬剤別ではEPZ群 84.9％（62�73 例）、RPZ群 75.45（52�69 例）、LPZ
群 82.6％（57�69 例）であり、RPZ群と EPZ群の間には約 10％の除菌率
の差を認めた。【結論】今回の結果ではEPZを含む 1次除菌療法は効果が
最も高く、EPZ群や LPZ群では通常量の倍量を用いていることが高い除
菌成功に寄与していると思われる。CAMの抗菌活性は胃内 pHに強く依
存するが、EPZ20mgは RPZ10mgより酸抑制効果が高く、抑制までの時
間も比較的早いという報告もあり、良好な除菌効果につながっている可
能性もある。これまで PPI 別では除菌率に差がないとされていたが、EPZ
を含むレジメンでの治療成績のデータは少なく、今後もデータを蓄積し
有用性を検討していく必要があると思われる。

O-72-6 地域医療支援病院における超高齢者胃癌手術
症例の検討

○
お お が たけふみ

大賀 丈史、河野 麻優子、長尾 吉泰、伊地知 秀樹、
野添 忠浩、江崎 卓弘

NHO 福岡東医療センター 外科

（背景・目的）80 歳以上の超高齢者では、耐術能が低いことや胃癌に対す
る外科治療は大きな侵襲を加えるが故に周術期の管理で難渋することも
ある。また、がんの診断時からリハビリテーションの導入が推奨され術後
の早期離床は合併症の予防などに大きく寄与しているとの報告もある。
今回、超高齢者胃癌症例の手術の安全性と早期リハビリ導入の有効性に
関して検討した。（対象）平成 21 年 1 月から平成 24 年 10 月に胃癌に対
し、当院で切除を行った 106 例のうち、80 歳以上の超高齢者 26 例を対象
とする。（結果）年齢は 83.4±2.2 歳であり、術前の Performace status
は 0�1�2�3 : 17�1�6�2�1 例であった。基礎疾患は虚血性心疾患、不整脈、
肝炎、肺結核など 21 例に認めた。術式は幽門側胃切除術が 19 例、胃全摘
術が 5例、残胃全摘術が 2例であった。26 例中 24 例に術後 1日目よりリ
ハビリを開始した。座位、立位、歩行までに至る平均日数はそれぞれ、1.15
日、2.07 日、2.99 日であった。合併症は 9例に認めた。術後在院日数は
36.7±20.5 日であり、退院時に Performance status が低下した症例は 2
例のみであった。（結論）80 歳以上の胃癌手術症例において比較的安全に
手術を行うことができた。そして、術後早期より積極的にリハビリを導入
することにより、早期離床が可能であったが、術後合併症に伴い在院日数
の延長を認めた。
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O-72-7 精神障害者における外科手術症例の検討

○
は ら だ あきひこ

原田 昭彦1、武田 和憲1、岡崎 伸郎2

NHO 仙台医療センター 外科1、NHO 仙台医療センター 精神科2

＜はじめに＞精神障害者の受療総数は近年増加し一般診療科の医師が精
神障害者を診療する機会が増えている．当院での精神疾患合併患者の外
科手術症例を対象とし周術期での影響につき検討した．＜方法�対象＞
2009 年～2013 年の 5年間で精神障害者の外科手術を施行した 77 例．男
性 41 例，女性 36 例，平均年齢 58 歳．精神障害者とは ICD－10F コード
に含まれる疾患とした．検討項目として手術合併症（縫合不全，創感染，
腸閉塞，肺炎など），手術直接死亡率，術後在院日数，一方，向精神薬静
注投与の有無，身体抑制の要否，問題行動の有無を設定した．原疾患は胆
嚢結石症 14 例，大腸癌 11 例，腸閉塞症 9例，鼠径ヘルニア 8例，胃癌 7
例，他．併存精神疾患は統合失調症 36 例，うつ病 10 例，アルコール性精
神病 6例，躁鬱病 4例，他であった．緊急手術は急性胆嚢炎，消化管穿孔，
腸閉塞症，外傷等に対し 14 例．術式は腹腔鏡下胆嚢摘出術 13 例，結腸切
除術 9例，鼠径ヘルニア根治術 7例，腸閉塞解除術 6例，他であった．周
術期に精神科での入院管理が必要とされたのは 7例であった．＜結果＞
手術合併症は麻痺性腸閉塞 3例，創感染 2例，縫合不全，脳梗塞，腹壁し
開 1例．手術直接死亡率は 0，術後在院日数は 18 日（中央値）であった．
一方で抗精神薬静注はほとんどが術前内服薬の維持目的で経口不可能な
期間に投与され，身体抑制は統合失調症の患者でほぼ全例施行されてい
た．＜結語＞精神科医，病棟を有する施設での外科手術は，精神科医の介
入により非精神障害者とほぼ同等のリスクで安全に行えている．さらに
外科医やスタッフの不安及びストレスは軽減されている．

O-73-1 小腸腫瘍による腸重積でイレウスを発症した
1例

○
おおこし ゆ う じ

大越 悠史1、細谷 智1、金澤 秀紀1、中込 圭子1、林 祥子1、
飯塚 美香1、坂本 友見子1、根本 昌之1、石井 健一郎1、
井上 準人1、金田 悟郎1、堀田 綾子2、齊藤 生朗2

NHO 相模原病院 外科1、NHO 相模原病院 病理診断科2

小腸原発の悪性リンパ腫は全消化管悪性腫瘍の約 0.5％ときわめてまれ
な疾患である。さらに消化管原発悪性リンパ腫は、間質量が比較的少ない
ため線維増生が少なく、腸管壁の伸展性は保たれることが多い。そのため
腸重積で発症することが多く、狭窄に伴う腸閉塞をきたすことはまれで
ある。今回、我々は腸重積により発症した腸閉塞により緊急手術をおこ
なった小腸原発悪性リンパ腫の症例を経験したので報告する。症例は 71
歳男性。腹痛と嘔吐により近医を受診した。腹部単純レントゲンにて小腸
ガスを認め、腸閉塞の診断にて当院紹介受診。イレウス管を留置して、緊
急入院となった。その後、イレウスの改善なく腹部CTにて回盲部の腸重
積が疑われたため、大腸内視鏡検査を施行したところ上行結腸に小腸腫
瘍の先進部を認め、腸重積と診断し、緊急手術を施行した。手術は腹腔鏡
補助下小腸部分切除を行った。手術所見にて小腸腫瘍が先進部となって
回盲部にはまり込んでおり腸重積となっていた。Hachinson 手技で用手
的に腸重積を解除することができた。一部、小腸の漿膜が裂けており、小
腸の部分切除を行った。術後経過は良好で合併症なく経過した。術後の病
理検査にて悪性リンパ腫と診断された。今回我々は腸重積により発見さ
れた小腸原発の悪性リンパ腫を経験した。我々の症例と文献的考察を行
い報告する。

O-73-2 絞扼性イレウス解除術後に発症した腸重積の
1例

○
の の し た たかし

野々下 崇、大塚 眞哉、徳永 尚之、赤井 正明、濱田 侑紀、
西井 豪、安井 七々子、梶岡 裕紀、磯田 健太、北田 浩二、
濱野 亮輔、宮宗 秀明、常光 洋輔、岩川 和秀、稲垣 優、
岩垣 博巳

NHO 福山医療センター 外科

【症例】80 歳台女性。出現消退を繰り返す嘔吐と吐血を主訴に他院受診さ
れ、食道裂孔ヘルニア・逆流性食道炎との診断で保存的に加療されてい
た。数日前より嘔吐再出現のため当院紹介受診となり、腹部造影CT検査
上絞扼性イレウスと診断され緊急開腹手術となった。術中所見では回腸
が小腸間膜へ入り込む内ヘルニアの状態であり虚血性変化に乏しかった
ため絞扼解除するのみで腸管切除は要さなかった。拡張腸管はイレウス
管により可及的に減圧したが亀背が強く閉腹に難渋した。イレウス管は
留置されたていたが術後 1日目にこれを自己抜去し、排ガスの得られな
いまま術後 4日目に突然の 39 度台の発熱が出現した。胸腹部CT検査に
て誤嚥性肺炎を疑う所見とともに骨盤内小腸に重積を疑う所見が確認さ
れた。重積方向は順行性でありすぐの再手術も考慮されたが肺炎のコン
トロールに難渋し、また重積腸管の虚血性所見にも乏しかったためイレ
ウス管再留置のもと保存的に経過観察となった。術後 9日目の CT検査
で肺炎は軽快していたが重積長は更に進んでいたため術後 12 病日に再
手術となった。Treitz 靱帯より約 100cmの空腸に 15cm長の重積腸管が
存在し各々が癒着で用手的な重積解除は困難であったため腸管切除が必
要となった。切除標本でも重積方向は順行性で重積腸管の粘膜面、漿膜面
ともに明らかな隆起性病変、潰瘍形成を認めず原因は不明であった。【考
察】小腸間膜による内ヘルニア嵌頓の報告はまれである。またイレウス解
除術後の腸重積ではイレウス管抜去が原因の逆行性腸重積の報告が多
い。本例のように原因不明の順行性腸重積の報告は非常にまれである。若
干の文献的考察を加えて報告する。

O-73-3 多発性骨髄腫に伴うAL型消化管アミロイ
ドーシスによる続発性偽性腸閉塞の一例

○
た な か ひ ろ

田中 寛士、山口 厚、壷井 章克、山下 賢、保田 和毅、
高蓋 寿朗

NHO 呉医療センター 初期研修医

今回，食欲不振，腹部膨満で発症した多発性骨髄腫に伴うAL型消化管ア
ミロイドーシスによる続発性偽性腸閉塞の 1例を経験した。若干の文献
的考察を加えて報告する．症例は 77 歳，男性．主訴は食欲不振，腹部膨
満感．現病歴は 2013 年 6 月頃より食欲不振，腹部膨満感にて近医受診し
対症療法にても改善なく 2013 年 11 月精査目的に当院消化器内科に紹介
された．既往歴は脳梗塞，糖尿病，前立腺肥大，手根管症候群および腰部
脊柱管狭窄症を認めていた．現症は腹部膨満以外には特に所見は認めな
かった．入院時血液検査所見ではカルシウムの上昇，アルブミンの低下，
および正球性貧血を認め，尿検査ではタンパク質が 2＋であった．CT
検査では胃，小腸，大腸の拡張を伴うイレウス像を呈していたが，明らか
な閉塞起点は認めなかった．上部消化管内視鏡検査（EGD）および大腸内
視鏡検査（CS）を施行したところ，消化管蠕動不良のためか残渣多量で詳
細な観察はできなかったが明らかな器質的病変は認めなかった．内服に
よる対症療法を試みたが，改善せず，診断に苦慮した．正球性貧血精査の
ため骨髄検査を施行し異型形質細胞を認め，血清免疫電気泳動では
Bence�Jones タンパクが同定され，MMと診断された．EGDおよび CS
を再検したところ発赤，びらん，浮腫状粘膜を認め，生検のCongo red
染色よりアミロイドの沈着を認めた．以上より多発性骨髄腫に伴うAL
型消化管アミロイドーシスと診断した．治療としてBD（ベルケイド＋デ
カドロン）療法を施行したが効果なく，緩和治療に移行し永眠された．本
症例のような消化管アミロイドーシスによる続発性偽性腸閉塞も麻痺性
イレウスの鑑別疾患の一つとして念頭に置く必要があると考えられた．
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O-73-4 腸管膿腫様気腫症の2例

○
ど い つとむ

土井 勉1、山中 秀彦1、藤堂 祐子1、嶋谷 邦彦1、木村 直躬2

NHO 広島西医療センター 初期臨床研修医1、木村医院2

腸管膿腫様気腫症とは腸管壁の粘膜下あるいは漿膜下に多数のガスを認
めるまれな疾患である。今回腸管膿腫様気腫症 2例について報告する。症
例 1）52 歳 女性【現病歴】他院で糖尿病の治療中であったが、5年前の
6月に食後腹痛が生じた。経過を見ていたが症状が改善しないため 9月に
当院来院した。当院の腹部CT検査上腸管壁に沿って多発する気腫様変
化が認められた。腹部CT所見、下部内視鏡検査を考慮して腸管膿腫様気
腫症と診断した。【既往歴】糖尿病、甲状腺機能低下症、上室性不整脈、
腰痛症、便秘症【経過】αグルコシダーゼ阻害薬を中断し経過観察してい
たが、徐々に症状も軽快していった。2012 年 8 月の下部内視鏡検査で病変
の消失を確認した。症例 2）76 歳 女性【現病歴】間質性肺炎に対してス
テロイドを内服していた。2年前の 5月に腸蠕動の亢進を認め、6月終わ
りごろから全身倦怠感が生じるようになり、腹部膨満感も生じてきた。7
月から排便も認めなくなったため当院に来院入院となった。同月の腹部
CT検査上小腸壁に沿って多発する気腫様変化、小腸の拡張像、肝臓表面
に free air を認めた。腹部X�P 上腹腔内に遊離ガス像が認められた。腸管
膿腫様気腫症、続発性イレウスと診断された。【既往歴】一過性脳虚血発
作、間質性肺炎【経過】間質性肺炎に対するステロイドを減量中止し経過
観察していた。8月の腹部 CT検査で小腸壁に沿って多発する気腫様変化
の縮小、小腸の拡張像と肝臓表面の free air は消失していたので同月退院
した。その後近医でフォローされている。【考察】それぞれの症例におけ
る腸管膿腫様気腫症の原因と治療など文献的考察をふまえて報告する。

O-73-5 保存的治療にて軽快した腹腔内遊離ガスと腸
管気腫症を伴った門脈ガス血症の1例

○
す ず き しょうたろう

鈴木 翔太郎、久保田 竜生、宮成 信友、山口 充、問端 輔、
糸山 明莉、藤木 義敬、澤山 浩、森田 圭介、松本 克孝、
水元 孝郎、芳賀 克夫、片渕 茂

NHO 熊本医療センター 外科

【はじめに】門脈ガス血症は腸管壊死などの重篤な疾患に伴って発症する
ことが多く、予後不良の兆候とされている。一方腸管気腫症は腸管壁内に
貯留する多数の含気性小嚢胞を特徴とする稀な疾患で、これも壊死を含
めた腸管損傷に関与する兆候とされ、強く腸管壊死を示唆する所見と考
えられている。今回我々は保存的治療にて軽快した腹腔内遊離ガスと腸
管気腫症を伴った門脈ガス血症の 1例を経験したので報告する。【症例】
79 歳、男性。統合失調症のため他院に入院であったが、腹部膨満と腹痛が
出現し腸閉塞の疑いで当院に救急搬送となった。入院時所見：腹部は膨
満していたが圧痛は軽度。WBC数は正常範囲であり、CRPは軽度上昇を
認めた。腹部CT検査では遊離腹腔ガスが存在、少量の腹水を認めた。肝
内門脈、上腸間膜静脈に広範囲に気腫を認め、さらに小腸にも広く壁内気
腫が存在していた。結腸には便貯留が目立つが明らかな腸管壁の浮腫、肥
厚などは認めなかった。画像と検査所見の解離があり、厳重な監視のもと
保存的加療を行う方針とした。その後は症状の悪化なく経過し、腹部CT
検査においても腹腔内遊離ガス、腸管気腫は目立たなくなり、門脈内ガス
は消失した。誤嚥性肺炎を併発したが、入院後 25 日で軽快転院となった。
【考察】文献的には門脈ガス血症で腸管壊死を伴うものの死亡率は 60～
75％と高率であると報告されている。一方で腸管壊死を伴わず良好に経
過した症例の報告も散見される。手術適応の判断は慎重になされるべき
であるが、症状が軽度であるもの、血液検査所見が相関していないなどの
場合、保存的治療の可能性も検討すべきであると思われた。

O-73-6 高齢者に発症した潰瘍性大腸炎に対し inflixi-
mab を使用した1例

○
おもて し ず ま

表 静馬、豊川 達也、松枝 克則、上田 祐也、岡本 明子、
神野 有子、遠藤 伸也、藤田 勲生、堀井 城一朗、村上 敬子

NHO 福山医療センター 消化器内科

症例は 89 歳、女性。主訴は血便、発熱。200X年 9 月 23 日より 39 度の発
熱と腹痛を認めたため近医を受診し抗菌薬、解熱剤を投与された。発熱は
改善を認めたものの下痢、血便が続いたため 9月 26 日、精査加療目的に
当科紹介となった。同日、血便精査目的に大腸内視鏡検査（CS）を施行し
たところ、直腸から連続する顆粒状粘膜を認めた。当科受診時は発熱症状
改善しており全身状態も良好であったため、整腸剤処方し経過を見たが
10 月 3 日、再受診の際も血便・下痢症状の改善を認めず、CS時の生検結
果は潰瘍性大腸炎（UC）との結果であったため加療目的に入院とした。
5�ASA3600mg、Prednisolone（PSL）30mgにて治療開始し経過を観たと
ころ、症状改善を認めた。症状改善に併せて PSL20mgまで漸減したとこ
ろ、血便症状の再燃を認めた。再度 PSLを 30mgまで増量するも症状改善
を認めなかったため、インフリキシマブ（IFX）を 5mg�kg にて開始した。
その後、速やかに症状は改善を認め、CSでの経過観察でも良好な粘膜治
癒を認めた。UCの発症は 10�30 歳代にピークを持つものの、60 歳代まで
広く分布する。しかしながら、80 歳以上の超高齢者に発症することは稀で
ある。高齢患者に対しては免疫抑制をきたす薬剤の使用が控えられる傾
向にあり、実際に高齢UC患者に対し、IFXを使う機会は多くない。本症
例では超高齢者に対して IFXを用いて良好な治療経過を得ることができ
たため、若干の文献的考察を加え報告する。

O-74-1 虚血性腸炎を発症した98歳の超高齢者に対
して、緊急手術で救命しえた1例

○
ま と の る み

的野 る美
NHO 大分医療センター 外科

症例は 98 歳、男性。施設入所中であるが、ADLは自立していた。朝、排
便後より気分不良となり、除脈を認めていたため、かかりつけで点滴を施
行し、改善した。しかし同日夕に頻脈となり、下血を認め、酸素化不良と
なったため当院に救急搬送された。腹部CTにて結腸脾彎曲部周囲の造
影不良と壁の菲薄化を指摘され、腸管の穿孔が疑われた。98 歳と、超高齢
者であったが、手術不能と診断されるような重篤な合併症は認めず、緊急
手術の方針となった。開腹すると横行結腸～下行結腸にかけて、腸管壁の
虚血性変化、壊死を認めたが、明らかな穿孔は認めなかった。左半結腸切
除、人工肛門造設術を施行し、手術を終了した。術後、尿路感染症を合併
したが、概ね良好な経過をたどり、術後 34 日目に軽快退院した。今後さ
らに高齢化社会となっていく本邦において、超高齢者の手術症例は増え
るものと考えられる。超高齢者でも患者のADLや生活に対する意欲を考
えた場合、必要な手術は行われるべきであり、術前の全身状態の把握、評
価と客観的かつ正確な術後死亡率や合併症の評価が重要である。
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O-74-2 急速に進行したMSI 陽性盲腸癌を合併した
Serrated Polyposis Syndromeの 1例

○
ほ り い じょういちろう

堀井 城一朗1、加藤 順2、永坂 岳司3、豊川 達也1

NHO 福山医療センター 消化器内科1、和歌山県立医科大学 第二内科2、
岡山大学 医歯薬学総合研究科 消化器外科3

【症例】60 歳代、男性。【家族歴】特記事項なし。【現病歴】2007 年 3 月に
進行直腸癌に対し外科的切除、2008 年 6 月に S状結腸の早期大腸癌に対
しESD施行された。2008 年 9 月の下部消化管内視鏡によるサーベイラン
スでは全大腸、特に右側結腸優位に 5�20mm大の多数の鋸歯状病変を認
め、盲腸の鋸歯状病変は病理組織学的診断にて SSA�P と考えられた。本
症例はWHOの Serrated Polyposis Syndrome（SPS）の定義を満たしてお
り、定期的なサーベイランスが施行されていた。2009 年 6 月のサーベイラ
ンスでは盲腸の鋸歯状病変は軽度の発赤を伴っていたが形態の変化は軽
度であった。しかし、2009 年 11 月には盲腸病変は 2型進行大腸癌となり、
当院外科にて手術を施行され、病理組織学的診断はmoderately differen-
tiated adenocarcinoma、深達度はMPであった。【分子病理学的検討】盲
腸癌と盲腸および上行結腸に認められた 5個の鋸歯状病変について、
BRAFおよびKras の変異、MLH1 の発現およびメチル化の程度、MSI
の解析を行った。盲腸癌ではBRAF変異、MLH1 の高度なメチル化、MSI
を認めた一方、鋸歯状病変ではBRAF変異は認められず、MLH1 の発現
も保たれ、MSI も認められなかった。本検討では serrated pathway の段
階的な進行を確認したと考える。【結語】Serrated polyp から急速に進行
したMSI 陽性盲腸癌を合併した SPSの 1 例を経験し、分子病理学的評価
を行ったので報告する。

O-74-3 当院における大腸潰瘍性病変の解析と検討

○
よしむら ま さ や

吉村 昌也、森戸 清人、久保 洋、大井 順一、北島 吉彦、
貞松 篤

NHO 東佐賀病院 医局

大腸の潰瘍性病変は多彩な様相を呈する。当院における大腸潰瘍性病変
の特徴につき解析・検討した。｛対象｝2010 年 4 月から 2014 年 5 月まで下
血にて大腸内視鏡施行し、大腸潰瘍性病変を認めた症例 93 例（感染性・
薬剤性腸炎・痔核を除く）。｛結果｝年齢：19 歳から 97 歳（平均 71.5 歳）。
性別：男性 50 名、女性 43 名。基礎疾患：心疾患 45 例（46.4％）、糖尿病
15 例（16.2％）、高脂血症 18 例（19.3％）、脳血管疾患 11 例（11.8％）、呼
吸器疾患 7例（7.5％）。Performance status（PS）：PS0 33 例（35.5％）、
PS1 11 例（11.8％）、PS2 11 例（11.8％）、PS3 以上 38 例（40.8％）。潰瘍
性疾患の内訳：大腸癌 24 例（25.8％）炎症性腸疾患 10 例（10.8％）、虚血
性大腸炎 24 例（25.8％）、直腸潰瘍 18 例（19.4％）。｛まとめ｝高齢者（＞
65 歳）が 82％を占めていた。基礎疾患には心疾患、糖尿病、脳血管疾患
が多く見られ、約 4割が PS3 以上であった。下血の原因としては、直腸潰
瘍を含む虚血性腸疾患が最多（45.2％）であった。｛考察｝虚血性大腸炎は、
高血圧、糖尿病などによる動脈硬化性変化および便秘などによる一過性
腸管内圧上昇が原因とされている。当院は地域支援型病院であり、基礎疾
患を有する PS不良な高齢患者が多い。動脈硬化性変化あるいは長期仰臥
による便秘・宿便が虚血性腸疾患を誘発した可能性が示唆される。虚血
性腸疾患は患者高齢化に伴い、今後さらに増加していくことが予想され、
常に念頭におくべき疾患群と思われた。

O-74-4 当院におけるBevacizumabを含む化学療法
中の消化管穿孔例の検討

○
まつえだ かつのり

松枝 克典、表 静馬、岡本 明子、上田 祐也、藤田 勲生、
村上 敬子、豊川 達也

NHO 福山医療センター 消化器内科

今回我々は 2011 年 6 月から 2014 年 5 月までに当院にて施行した
Bevacizumab を含む化学療法中に消化管穿孔をきたした 6症例を対象と
し、その臨床的特徴について検討した。原疾患は大腸癌 3例、肺癌 3例で
あった。肺癌の 3例のうち保存的に加療された 1例を除いて、残り 2例は
いずれも緊急手術が施行され、穿孔部位はいずれも小腸であった。いずれ
も転移した腫瘍の腫瘍底の破綻が穿孔の原因であった。一方で大腸癌の 3
例では十二指腸穿孔、大腸穿孔、ステント留置後の大腸穿孔であった。十
二指腸穿孔例については十二指腸潰瘍の穿孔が疑われ、穿孔部に対して
大網充填術を施行された。穿孔部に対しては病理学的検索を行えていな
いが、術中所見および術後の上部消化管内視鏡検査でも転移を疑う所見
を認めなかった。また大腸穿孔例に対しては緊急で腸管切除・吻合術を
施行したが、穿孔部位に腫瘍細胞は認められず、特発性大腸穿孔と診断し
た。大腸ステント留置後の穿孔はステント口側端に認め、穿孔部を閉鎖
し、ストーマを増設した。穿孔時期については肺癌の 3例は、初めて
Bevacizumab を投与してから 5日、60 日、98 日目と当院における大腸癌
の穿孔例と比べて比較的早期に穿孔を認めた。大腸癌 3例はそれぞれ投
与開始から 106 日、198 日、140 日目と、ある程度時間が経過した後に穿
孔を認めた。また、穿孔後に手術を施行した 4例のうち、1例で縫合不全
を、1例でDIC を認め致死的な転機となった。残りの 3例については術後
経過に問題は認めなかった。当院の消化管穿孔例では肺癌と大腸癌では
穿孔部位、穿孔様式、穿孔時期が異なっており、今後これらについて更に
検討を要するものと考えられた。

O-74-5 高齢者における内視鏡的大腸粘膜下層剥離術
についての検討

○
とよかわ た つ や

豊川 達也、松枝 克典、表 静馬、神野 有子、上田 祐也、
遠藤 伸也、堀井 城一朗、藤田 勲生、村上 敬子、友田 純

NHO 福山医療センター 消化器内科

【目的】高齢者に対する内視鏡的大腸粘膜下層剥離術に関して，その適応，
安全性，治療後経過等を検討したので報告する．【方法】対象は当院でESD
を施行した大腸腫瘍性病変 128 病変（124 症例）である．これらを 75 歳以
上の高齢群とそれ未満の若年群に層別化し，患者および病変背景，治療成
績，偶発症，予後等について比較検討した．【成績】高齢群は 42 病変（40
症例），若年群は 86 病変（84 症例）に層別化された．男女比，病変部位，
病変および切除標本の大きさについては両群間に有意な差を認めなかっ
た．併存疾患として，薬物治療を要する高血圧症（55％ vs 23％）と抗血
小板剤を含む抗血栓療法（21％ vs 3.5％）の頻度が高齢群で有意に高かっ
た．線維化の有無や適応疾患，所要時間にも差異はなかったが，形態にお
いて高齢群で結節混在型がやや多い傾向にあった（64％ vs 47％）．一括切
除率は高齢群で低い傾向を認めた（74％ vs 86％）が有意差はなかった．
また術者については，両群間で有意差はないものの若干差異を認めた．再
発・残存に対する処置にも有意差はなく，偶発症の頻度も同程度であっ
たが，死亡率（他病死）はむしろ高齢群で低い傾向を示した（0％ vs 4.7％）．
【結論】高齢者は若年者に比して併存症に差があるが，大腸ESDについて
の適応疾患や病変，治療の結果はほぼ同等と考えられた．ただし，術者や
死亡率を勘案すると症例を選んで施行している可能性が示唆された．
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O-74-6 大腸悪性狭窄に対する治療成績についての検
討

○
ふ じ た い さ お

藤田 勲生、松枝 克典、表 静馬、岡本 明子、神野 有子、
上田 裕也、遠藤 伸也、堀井 城一朗、豊川 達也、村上 敬子、
金吉 俊彦、坂田 達朗

NHO 福山医療センター 消化器内科

【目的】悪性大腸狭窄に対する self�expanding metallic stent（SEMS）留
置は、術前の腸管減圧の手段として、また外科治療が困難な患者の緩和目
的としての腸管減圧術として期待されている。今回我々は、大腸悪性狭窄
に対する SEMS留置の有効性を明らかにすることを目的とした。【方法】
当院で 2012 年 11 月から 2013 年 10 月に、悪性大腸狭窄に対して SEMS
留置を行った症例の治療成績について検討した。【結果】症例は 21 例であ
り、年齢中央値は 69（44～93）歳、全例が大腸癌による大腸狭窄であった。
病変部位は、直腸 3例、S状結腸 14 例、下行結腸 2例、横行結腸 1例、
上行結腸 1例であり、SEMS留置成功例は 19 例（90％）であった。不成
功例の原因は、2例ともに狭窄部が全く造影されず、ガイドワイヤーが通
過しないことであった。本検討では穿孔や逸脱症例は認めなかった。臨床
的改善度をCROSS に基づいて検討すると、留置後の改善症例は 17 例
（89％）であった。Bridge to Surgery（BTS）症例は 15 例であり、手術ま
での平均待機期間は 15 日で、8例（53％）に腹腔鏡下手術が施行されてい
た。手術症例の切除標本を検討すると、5例に潰瘍を認め、うち 2例は
UL�III 程度であった。一方、緩和目的で留置した症例は 4例であり、4
例とも臨床的改善を認めたが、留置後 4週間程度で 2例が死亡していた。
【結論】SEMS留置成功率は高く、臨床症状の改善度も良好な成績であっ
た。また、腸管減圧や腸管浮腫が軽減され、待機的な腹腔鏡下手術も可能
であった。しかし、切除標本では潰瘍形成を認める症例もあり、留置方法
や姑息的留置の場合の長期予後については、さらなる検討が必要である
と思われた。

O-74-7 当院におけるERASプロトコールへの取り組
み

○
ほ そ や さとし

細谷 智、金澤 秀紀、桑野 紘治、大越 悠史、林 祥子、
中込 圭子、飯塚 美香、坂本 友見子、根本 昌之、
石井 健一郎、井上 準人、金田 悟郎

NHO 相模原病院 外科

【目的】ERASプロトコールはエビデンスに基づき作成された 20 以上の
項目で構成されている術後回復能力強化プログラムである．当院では
2011 年 4 月より腹腔鏡下大腸癌手術においてERASを導入し，術前のプ
レパレーションを廃止した．また除外基準（80 歳以上，糖尿病，消化管の
狭窄症状がある場合）以外の症例では，術前に行う点滴をやめ，経口補水
液を使用した．今回，左側結腸癌の腹腔鏡下手術においてERASの有用性
をレトロスペクティブに検討した．【方法】対象病変部位は，2006 年から
2013 年に行った下行結腸癌から直腸がんの症例ERAS群（A）と非
ERAS群（B）の 2群間で術後の合併症の有無，入院期間などについて検
討を行った．【成績】A群 113 例，B群 128 例，両群間に年齢・性別・病
変部位・病期による差は認められなかった．縫合不全はA群：4例
（2.5％），B群：12（9.3％）であった．術後在院日数ではA群：12.83±10.0
日 B群：14.28±9.73 日であった．AB群間にそれぞれの合併症発生率で
有意差を認めた．また術後在院日数に有意な差はなかったが，ERAS群に
少ない傾向が見られた．【結論】当院では 2011 年 4 月から ERASを導入
し，術前プレパレーションを廃止した．今回の検討において，両群間にお
いて縫合不全の発生率で有意差を認めた．（P＝0.049），また術後在院日数
において差がある傾向が認められた．しかしながら左側結腸癌の全症例
において，ERASが適応できるとは言い難い．今後，症例を積み重ね安全
なERASを行うことができるよう，適応の検討を行っていきたい．

O-75-1 胸水セルブロックにより確定診断が得られた
悪性胸膜中皮腫の一例

○
はだ な お や

秦 直也、津田 健治、河西 千鶴、植田 萌、高木 景城、
糸山 光麿、渡久地 政茂、森田 剛平、森 清、児玉 良典、
眞能 正幸

NHO 大阪医療センター 臨床検査科 病理検査室

【はじめに】悪性胸膜中皮腫はアスベスト吸入が主な原因とされる難治性
腫瘍であり、近年増加傾向にある。極めて予後が不良であり早期発見と適
切な治療法の確立が重要となる。今回、画像検査で明らかな所見が認めら
れず、胸水セルブロックにより確定診断が得られた悪性胸膜中皮腫の一
例を経験したので報告する。
【症例】70 代男性。石綿暴露歴、喫煙歴ともにあり。呼吸困難を訴え近医
受診。右胸水貯留を指摘され精査目的で当院紹介となった。胸水量は徐々
に増加するものの胸部CTで胸膜肥厚や腫瘤を認めず、悪性除外のため
胸水細胞診を実施。
【細胞学的所見】軽度異型を示す 2核細胞が散見され、相互封入像、hump
様細胞突起、オレンジ好性細胞など悪性胸膜中皮腫を疑う所見が少数認
められた。胸水ヒアルロン酸値は 638,000ng�mLと高値であり、悪性胸膜
中皮腫を疑い胸水セルブロックから免疫染色を実施することとなった。
【PET�CT所見】異常集積を認めず。
【免疫染色所見】染色にはBench Mark ULTRA（VENTANA社）を用い
た。Calretinin、D2�40、WT�1、EMAが陽性、Ber�EP4、TTF�1、desmin
が陰性と、より悪性胸膜中皮腫を疑う結果となった。補助診断として p
16 遺伝子の FISH法を実施し 90％以上の細胞で 9p21 のホモ接合性の欠
失が確認された。以上の結果から悪性胸膜中皮腫の診断に至った。
【考察】画像検査の所見が乏しい場合、合併症などのリスクを伴う胸膜生
検に踏み切ることは困難である。今回のような細胞所見と画像所見が一
致せず胸水細胞診単独での診断に難渋する症例においては、積極的にセ
ルブロックを作製し免疫染色や遺伝子解析を行い、悪性胸膜中皮腫の診
断確定の可能性を高めるよう努めることが重要である。

O-75-2 骨・軟骨化生を伴った乳癌の2例

○
す ず き よしまさ

鈴木 喜雅、若原 誠
NHO 米子医療センター 胸部血管外科

骨・軟骨化生を伴った乳癌は乳癌取り扱い規約の組織分類では特殊型
に分類される．その発生頻度は乳癌全体の 0.003～0.12％と報告されてお
り，極めて稀である．今回我々は骨化性を伴う乳癌 1例，軟骨化生を伴う
乳癌を 1例経験したので若干の文献的考察を加えて報告する．（症例 1）60
歳代女性．平成 24 年検診異常を指摘され精査目的に当院を受診された．
左乳房C領域に 2cm大の腫瘤を認めた．精査の結果浸潤性乳管癌の診断
で手術を行った．手術は左乳腺円状部分切除術＋センチネルリンパ節生
検を行った．術後病理診断にて軟骨化生を伴う浸潤性乳管癌，病理病期
pT1N0M0，stage I と診断された．ER，PR，HER2 はいずれも陰性であっ
た．術後化学療法を行い現在経過観察中である．（症例 2）60 歳代女性．
左腋窩腫瘤を自覚し近医受診．乳癌を疑われ当院紹介受診された．左乳房
C領域に 2cm大の腫瘤を認めた．また，左腋窩に腫大リンパ節を触知し
た．精査の結果，腋窩転移を伴う乳癌の診断にて手術を行った．左乳腺部
分切除術＋腋窩リンパ節郭清を行った．術後病理診断にて骨化性を伴う
浸潤性乳管癌，病理病期 pT1N1M0，stage IIA と診断された．ER，PR，
HER2 はいずれも陰性であった．術後化学療法を行い現在経過観察中で
ある いずれの症例もトリプルネガティブ症例であり，術後化学療法法
行った．骨・軟骨化生を伴った乳癌に対する確立された補助治療法はな
く今後も注意深く経過観察していく必要がある．
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O-75-3 メトトレキサート（MTX）投与中止にて退縮し
た肺原発MTX関連リンパ増殖性疾患の一例

○
ほ し だ よしひこ

星田 義彦1、前田 裕弘2、井原 祥一3、大島 至郎4、佐伯 行彦4

NHO 大阪南医療センター 臨床検査科1、
NHO 大阪南医療センター 血液内科2、
NHO 大阪南医療センター 呼吸器内科3、
NHO 大阪南医療センター 臨床研究部4

【はじめに】リウマチ診療においては抗リウマチ薬メトトレキサート
（MTX）の普及と伴にMTX依存性の reversible な病態を示すMTX関
連リンパ増殖性疾患（MTX－LPD）の発生が増加しており、その対処法
については解決すべき課題となっている。今回、我々はMTX投与中止の
みにて腫瘤の退縮を認めた肺原発MTX－LPD症例を経験したので報告
する。【症例】60 歳代前半、女性。既往歴：シェーグレン症候群、I型糖
尿病、自己免疫性肝炎。9ヶ月前より関節リウマチの診断のもと、低用量
（5mg�w）のMTX投与を受けていた。2、3週間前より呼吸困難が出現し、
近医にて肺野の瀰漫性の間質陰影と左肺下葉 S6 の 3cm大の腫瘤形成を
指摘された。精査目的のため当院呼吸器内科受診。気管支内視鏡生検にて
大部分小型から中型の核を有し、一部で大型の核が混在する類円形リン
パ球様細胞の増生をみとめた。免疫染色にてこれら細胞はCD20 陽性、
CD79a 陽性、EBER�1 陽性で、MTX－LPD、polymorphic LPDと診断し
た。CD3 陽性細胞も混在していたが、PCR法にてイムノグロブリン JH
鎖の再構成を認めた。診断後、直ちにMTX投与を中止、経過観察を行
なった。1ヶ月後の画像で腫瘍の退縮を認め、現在 3ヶ月経過しているが
肺間質陰影並びに腫瘤陰影は消失している。【考察】MTX�LPDでは
MTXの投与中止で約 2割の症例が退縮し、そのうち約半数が regrowth
し、残りの半数がそのままCRとなる。肺原発例は、本症例のように re-
versible な病態を示す事が多いとの報告があり、特に注意して退縮傾向を
見極める必要があると考える。

O-75-4 当センターにおける心臓粘液腫の臨床および
病理学的特徴

○
はつやま ひろゆき
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【目的】心臓原発の腫瘍は稀で、ほとんどが心臓粘液腫である。心臓粘液
腫は良性腫瘍であるが、腫瘍による房室弁閉塞や腫瘍塞栓症などの重篤
な合併症もあり注意を要する。当センターにおいて 1978 年以来 100 例の
心臓粘液腫の検体を経験したので、その臨床および病理学的特徴につい
て報告する。【方法】外科切除された心臓粘液腫 100 例について、年齢・
発生部位、心臓粘液腫を起因とする臨床徴候と組織学的特徴について検
討した。【結果】手術時の年齢は平均 58±13 歳で、女性が 61 例であった。
発生部位は大多数の 93 例が左心房でうち 84 例（90％）が中隔であった。
その他、右房に 6例、右室流出路に 1例認めた。臨床的には房室弁への腫
瘍陥頓などによる心腔内狭窄症状を 62 例、腫瘍塞栓や付着血栓による塞
栓症状を 29 例、全身倦怠感などの全身症状を 26 例に認め、無症候が 19
例あった。病理組織学的特徴は、myxoid な間質を背景に星芒状や卵円
形～紡錘形の好酸性細胞質を有するmyxoma cell が疎に増殖し、一部の
症例では血管周囲に輪状配列を伴い増殖する channel structure など特
徴的な像もみられた。また、石灰化や骨形成、Gamna�Gandy body などの
多彩な背景も伴っていた。また、塞栓症と関連した粘液腫は表面不整で、
腫瘍表面を覆う被膜が欠損している症例が多かった。免疫染色では腫瘍
細胞はCD31、CD34 が陽性で、Ki�67 の陽性率は低かったが、再発および
転移例もそれぞれ 2例であり、強い細胞異型を伴うものもみられた。【結
語】心臓粘液腫は多くが左心房中隔側に発生し、一部の臨床徴候と病理形
態には関連性もみられた。

O-75-5 嚢胞上皮異形成を伴った多房性胸腺嚢胞を背
景に発生した胸腺癌の一例：前胸壁異型脂肪
腫様腫瘍�高分化型脂肪肉腫の経過観察中に発
見

○
もりうち あきら

森内 昭1,2、米谷 卓郎3、穴井 秀明4、田原 光一郎4、
永田 茂行4、松本 載恭4、黒田 陽介4、杉田 諭4、的野 る美4
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症例は高齢男性で、前縦隔に長径 75mm大の腫瘤が見つかり、2年前より
急速に増大した。臨床的には浸潤性胸腺腫や胸腺癌が疑われた。10 年ほど
前から 2回切除歴があり、異型脂肪腫瘍様腫瘍�高分化型脂肪肉腫として
経過観察されていた前胸壁腫瘍の再発があり、今回、胸腺腫瘍切除と同時
に切除された：胸壁腫瘍は異型脂肪腫様腫瘍�高分化型脂肪肉腫として
矛盾しない組織所見を呈している。今回は、胸腺癌に的を絞って報告す
る。摘出された胸腺腫瘍は、割面では最大径 75mmで、45mm径の充実性
増殖部と 35mm径の多房性嚢胞部が連続して見られる。充実部は黄色の
脂肪組織を背景に白色調充実性腫瘍が円形や不規則な形状で増殖してい
る。組織所見では、充実部は幅広い結合組織で明瞭に区画された、低分化
ないし未分化癌の策状あるいは網状増殖が見られ、リンパ上皮腫様形態、
淡明細胞増殖巣などが混在し、結合組織には形質細胞浸潤が目立ち、典型
的な胸腺癌の所見を呈している。胸膜浸潤、心嚢浸潤があり正岡病期
IVa。連続する多房性嚢胞部では、最外側部を除いて、嚢胞壁を覆ってい
る上皮（主として扁平上皮系）に異形成を認める。嚢胞壁にはリンパ濾胞
組織が目立ち、リンパ組織に囲まれてハッサル小体様の扁平上皮島ある
いは微小腺腔構造，真性腺管が見られ、これら上皮に異形成を認める。こ
れら上皮異形成を伴った嚢胞と充実性胸腺癌の移行部では、嚢胞上皮と
連続して網状あるいは策状の癌細胞の増殖が見られる。この症例では、異
形成を伴ったハッサル小体を含む胸腺髄質上皮成分が、腫瘍性嚢胞を形
成し、同時に充実性の胸腺癌巣を形成した可能性があり、胸腺癌の発生様
式として見ると興味ある所見を呈している。

O-75-6 当院における悪性中皮腫14例の臨床病理学
的検討

○
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山田 寛1、楠木 秀和1、西口 隆偉1、平野 博嗣1、横田 総一郎2、
山口 俊彦2、森 雅秀2、新中 学2、里見 明俊2、玄山 宗到2
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【序論】刀根山病院にて 1989 年から 2013 年の 25 年間に施行された悪性
中皮腫の病理解剖例について臨床病理学的検討を行ったので報告する。
【方法】病理解剖学的に肉眼所見、諸臓器より採取・作成した組織標本の
観察および必要に応じて施行した免疫組織化学染色の評価により悪性中
皮腫と診断された 14 例の検討を行った。免疫組織化学染色では全例で腺
癌マーカーが陰性、上皮型（Epithelioid type）では中皮腫マーカーが 1
種類以上で陽性の症例を悪性中皮腫とした。肉腫型（Sarcomatoid type）
および線維形成型（Desmoplastic type）では肉眼所見・組織像・免疫組織
化学染色結果を総合的に検討し、悪性中皮腫と診断した。臨床的には患者
カルテより患者情報を得た。【結果】年齢は 50 歳～89 歳で平均は 70.2
歳、男性が 11 例、女性が 3例であった。アスベスト暴露は 14 例中 9例で
職業、居住区暴露が認められた。14 例中 13 例で胸膜生検・胸水細胞診が
施行されたが、悪性中皮腫の診断が得られたのは 5例のみであった。発症
より死亡までの罹患期間は 3カ月から 36 カ月で平均は 10.9 カ月であっ
た。病理解剖学的には全例で腫瘤が肺全体あるいは一部を被覆しており、
肺、胸壁、横隔膜などの近隣の臓器に浸潤していた。組織型は 6例が上皮
型、4例が肉腫型、1例が二相型（Biphasic type）、3例が線維形成型中皮
腫であった。【結語】悪性中皮腫の診断（特に肉腫型・線維形成型）が生
前に得られないことがあり、臨床情報と病理解剖学的所見の臨床病理学
的な検討を積み重ねることにより、生前の臨床診断の精度を高める必要
があると思われる。
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O-76-1 市販の比色測定試薬を用いた母乳中亜鉛測定
法の確立

○
さ だ ゆ う き

佐田 勇樹、水上 朋子、園田 敏雅
NHO 佐賀病院 研究検査科

【目的】亜鉛は必須微量元素の一つであり、成長発育に欠かすことのでき
ない因子である。乳児の亜鉛欠乏症は、母乳中の亜鉛欠乏により引き起こ
される場合があり、母乳中亜鉛の測定が診断に有用である。従来、母乳中
亜鉛測定は灰化処理などの後、原子吸光法や ICP�AES法にて測定が行わ
れてきた。我々は、より迅速かつ簡便に測定できるよう、市販の比色測定
試薬を用いた測定法を検討した。【方法】母乳中亜鉛の比色測定には濁り
による影響が大きく、我々は、界面活性剤を用いて濁りの消去を検討し
た。数種類の界面活性剤について、水溶液にて母乳検体を測定前に希釈、
亜鉛比色測定試薬アキュラスオート Zn（シノテスト）にて測定し、至適
条件を検討した。【結果】前処理条件として、界面活性剤濃度 5.0％、希釈
倍率 5倍としたとき、再現性、直線性、および添加回収率のいずれも良好
な結果が得られた。50 例の母乳検体について、ICP�AES法との相関性は、
相関係数 0.9972、回帰式 y＝0.963 x＋9.7 と良好な結果が得られた。【結論】
界面活性剤を含んだ前処理液にて処理することで、市販の比色測定試薬
による母乳中亜鉛測定法を確立した。血中亜鉛と同様に測定することが
可能となり、乳児の亜鉛欠乏症の診断に有用な指標の一つとなると考え
る。

O-76-2 筋ジストロフィー患者の腎機能評価にはシス
タチンCの測定を！

○
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【はじめに】日本腎臓学会が発表しているCKD診療ガイド 2012 におい
て、eGFRは筋肉量が極端に少ない場合には血清シスタチンC（以下
CysC）の推算式がより適切であると記されているが、保険診療では腎機
能低下が疑われた場合に 3月に 1回しか測定できないという制約があ
る。筋ジストロフィー（以下筋ジス）患者におけるCysC による腎機能評
価がいかに有用で必要不可欠かを紹介する。【方法】当院の筋ジス患者を
対象に、CysC、クレアチニン、尿素窒素、NT－proBNP を測定・解析し、
腎機能および心機能を評価した。【結果】CysC が高値で推移している患者
14 名中 9名において、尿素窒素は正常値であった。NT－proBNP 値が
900pg�mL以上の心不全の疑いが強い群では、正常群よりもCysC 値が有
意に高く、また心不全の疑いが強い群 10 名中、尿素窒素正常値は 6名で
あったのに対し、CysC 正常値は 2名のみであった。【まとめ】心不全を発
症している筋ジス患者は、心腎連関により腎機能低下が疑われる。筋ジス
患者の腎機能を把握するには、クレアチニンや尿素窒素では不十分であ
り、現在の保険診療下では腎機能低下に気付かないという事態に陥るこ
とも考えられる。腎機能低下は腎排泄型薬剤の蓄積にも繋がり、筋ジス患
者の腎機能把握は極めて重要である。CysC の測定は筋ジス医療には不可
欠であり、検査の普及および継時的な測定を可能にするためにも、筋ジス
医療を担う国立病院機構として保険診療改定等の環境整備を働きかける
必要があるのではないかと思われる。

O-76-3 肝受容体シンチを用いた推定 ICGR15算出の
試み

○
き む ら こ う じ

木村 浩二、下釜 悠輔、赤堀 亮、鎌野 心、田中 大吾、
奥田 武秀、濱田 佐利

NHO 岩国医療センター 放射線科

■目的：肝術前検査に用いる肝機能評価指標に ICGR15 がある。ICGR15
とは ICG負荷試験から得られる値であるが、手技の煩雑さと患者の状態
（黄疸・シャント）等から誤差が生じやすい。肝受容体シンチから得られ
る LHL15 と ICG 負荷試験から得られる ICGR15 には相関があると、山陽
核医学カンファレンスにて、岡山済生会総合病院の稲葉らより報告され
ている。LHL15 に対する ICGR15 をプロットしていくことで、線形近似曲
線を導くことができ、一次回帰式を求めることが可能となる。この式から
得られた ICGR15 を推定 ICGR15 という。今回は ICG負荷試験と肝受容
体シンチをともに実施した症例を集め、一次回帰式を求めていく。■方
法：ICG負荷試験と肝受容体シンチをともに実施した症例を集め、一次
回帰式を求める。■結果：ICGR15 と LHL15 の間には相関を認めた。■考
察：LHL15 と ICGR15 の線形近似曲線から得られるを一次回帰式をより
信頼性のあるものにしていくため、症例数を集めていく。（線形近似曲線
から大きく外れた値に関しては検討中）

O-76-4 カルシウム測定における各測定法の反応動態
解析

○
わかつき か お り

若月 香織1、舛本 和1、飯田 岳陽1、三嶋 秀幸1、大山 博行2、
志保 裕行3

NHO 北海道がんセンター 臨床検査科1、NHO 帯広病院2、
NHO 旭川医療センター3

【はじめに】血中でのカルシウム（Ca）は遊離型 47％、蛋白結合型（主に
アルブミン）39％、重炭酸塩、クエン酸などの透過性化合物 14％と様々
な様式で存在しているが、臨床化学検査ではすべての存在様式のCa を捉
えて総Ca として報告している。現在日常検査法としてキレート法と酵素
法があるが、キレート法を採用している施設が圧倒的に多い。代表的なキ
レート法は ο�クレゾールフタレインコンプレクソン（OCPC）法である
が、検量線が湾曲しやすく（シグモイド曲線）、試薬開封後の安定性が不
良である。またMgイオンの影響を排除しきれないなどの問題点が指摘
されており、それらを改善した様々なキレート法が開発されている。酵素
法はアミラーゼやホスフォリパーゼDを利用した方法があり、検量線の
湾曲も見られず、試薬の pHが中性付近にあるため、開封後の安定性も良
好であり、Mgイオンの影響も受けにくいとされている。今回我々は 2
種類のキレート試薬と 1種類の酵素試薬について基礎的性能と存在様式
に対する反応性について検討したので報告する。【検討試薬と検討内容】
試薬は次の 3種類である。1）OCPC法：自動分析用カルシウム「RD」（ロ
シュ・ダイアグノスティックス）2）CPZ�3 法：シカフィットCa（関東化
学）3）酵素法：アキュラスオートCa（シノテスト）検討内容は各測定法
の基本的性能に加えて、高 γグロブリンによる影響や低アルブミン血症
における反応動態などについて報告する。
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O-76-5 プロカルシトニン定量の基礎検討とその臨床
的意義について

○
たかはま ひとみ

高濱 瞳、木庭 裕樹、松瀬 恵理香、山口 彰
NHO 都城病院 中央検査部

【目的】プロカルシトニン（PCT）は細菌感染症の診断マーカーであるが、
当院では測定機器の関係で定性法検査を実施してきた。今回、定量化に伴
う試薬の基礎検討と PCT産生誘導の可能性がある疾患群を検証した。
【方法】定性法は、イムノクロマト法のブラームス PCT�Q（和光純薬工業）
を用い、添付文書に従い 4段階判定を実施した。定量法は、ケミル
BRAHMSプロカルシトニンを用いてADVIA CentaurCP（シーメン
ス）で測定を行った。1）基礎検討（同時再現性、日差再現性、最小検出
感度）2）4段階濃度での群間差比較 3）RF因子の影響 4）PCT産生誘
導の疾患群について検証した。【結果】1）基礎検討、同時再現性：CV :
1.47～2.54％、日差再現性：CV : 3.54～3.91％、最小検出感度：0.012ng�mL
2）定性法と定量法との一致率は陽性で 91.4％、陰性で 88.1％（N＝94）と
良好な相関であった。3）RF因子のみが原因による PCT上昇は認められ
なかった。4）PCT値 0.5 ng�mL以上の検体から全身性炎症反応症候群
（SIRS）と肝疾患、腎疾患、妊婦、リウマチ疾患について、SIRS による
PCT上昇は確認できた。各疾患による非細菌性 PCT産生は複数の要因
があり、データの推移のみ肝疾患で確認できたが他の疾患では確認でき
なかった。【まとめ】今回の疾患群について検証した結果、非細菌性の要
因で PCT産生が誘導されていることは確認できた。特に肝不全、腎不全、
手術、透析など複数の疾患や治療が重複しているケースが多く、要因の確
認までは出来なかった。今後の検討課題となった。

O-76-6 C型肝炎に対する3剤併用療法における2種
類のリアルタイムPCR測定法の比較検討

○
た な か さ き え

田中 沙希恵1、藤野 達也2、伊藤 葉子1、西浦 明彦1、
国府島 庸之3、中牟田 誠3、加藤 道夫4、八橋 弘2

NHO 九州医療センター 臨床検査部1、
NHO 長崎医療センター 臨床研究センター2、
NHO 九州医療センター 肝臓病センター3、NHO 南和歌山医療センター4

【はじめに】C型慢性肝炎の治療において治療中のHCVRNA量の測定は
治療効果予測に重要であり，その測定法として高感度のReal Time PCR
を応用した 2種類の測定系が汎用されている．今回，Telaprevir＋Pegin-
terferonα�2b＋Ribavirin 3 剤併用療法（TPR）を施行した症例における血
中HCVRNA測定法を比較検討した．
【対象・方法】対象は，3施設にて Genotype1b 型 C型慢性肝炎に対して
TPRを導入した 33 例（平均年齢 61 歳，男性 13 例，女性 20 例，IL28BTT
20 例，TG�GG13 例）を対象とし，治療早期のHCVRNAの動態を COBAS
TaqMan PCR（T法：ロシュ・ダイアグノスティック）とアキュジーン
m�HCVA（A法：アボットジャパン）を比較検討した．HCVRNA量の測
定ポイントは，TPR前・TPR中 1W，2W，4W，6W，8W目の 6ポイン
トにおいて測定した．
【結果】T法とA法の相関（n＝72）は，y＝0.947x�0.226，r＝0.991 で良
好な相関関係を認めた．TPR前 HCVRNA量は，T法で 6.4±0.8，A法で
5.9±0.8 で A法に比しT法で 0.5LogIU�mL高値であった．TPR中 1W，
2W，4W，6W，8W目でのHCVRNA陽性率はT法で 97％，81％，24％，
15％，4％，A法で 91％，91％，67％，37％，19％であった．TPR中 4
W目においてT法とA法のHCVRNA陽性率に明らかに有意差を認め
た（p＜0.001）．また，TPR治療中 4W目においてT法陽性かつA法陰性
は 1例も認めなかった．さらに，T法で 4W目HCVRNAが陰性化した患
者でもT法陰性A法陽性例が 6W，8W目でそれぞれ 30％（7�23），19％
（5�26）認められた．
【結論】TPR治療効果予測（RVR判定）においてT法とA法での
HCVRNA動態に相違があり，HCVRNA検出ではA法が高感度であるこ
とを確認した．

O-76-7 NCC�ST�439測定試薬『ルミパルスST�
439「NK」』の院内導入による基礎的検討

○
み や き さ と え

宮木 聡恵、小関 燈、川村 公彦、中島 哲
国立がん研究センター中央病院 臨床検査部

【はじめに】NCC�ST�439 は、乳癌の治療効果判定及び臨床経過のモニタ
リングに使用され、消化器癌にも有用な腫瘍マーカーである。今回、マイ
クロプレートを用いたラナザイム ST�439 プレート（EIA法）に代わり、
ルミパルス ST�439「NK」測定試薬をルミパルス・フォルテ（CLEIA
法）に導入したので、その評価・検討の結果を報告する。【検討試薬・測
定機器】検討試薬：ラナザイム ST�439 プレート（日本化薬）、ルミパル
ス ST�439「NK」（富士レビオ）測定機器：ルミパルス・フォルテ（富士レ
ビオ）【検討項目】同時再現性、日差再現性、希釈直線性、最小検出感度、
共存物質の影響、EIA法との相関性【結果】（1）同時再現性：メーカーコ
ントロール 2濃度を各N＝20 で測定し、CVは各々、1.75％、2.63％であっ
た。（2）日差再現性：メーカーコントロール 2濃度を 5日間繰り返し測定
し、CVは各々、3.30％、1.13％であった。（3）希釈直線性：患者検体を
検体希釈液にて希釈測定し、良好な希釈直線性が得られた。（4）最小検出
感度：患者血清検体を 10 段階希釈し、最小検出感度は 0.9U�mLであっ
た。（5）共存物質の影響：RFについて干渉チェックRFプラスを用いて
確認し、500IU�mLまで影響は認められなかった。（6）EIA法との相関
性：患者血清検体を用いて検討した結果、N＝113、相関係数 r＝0.996、回
帰式 y＝1.04x－7.45 であった。【まとめ】今回の検討において、本試薬の
試薬性能は良好な結果であり、EIA法との相関性も良好であった。測定時
間が 180 分から 25 分と短縮され、希釈再検率は 14.6％から 7.4％と低く
なった。以上の事からルミパルス ST�439「NK」測定試薬導入によるメ
リットは大きかった。

O-76-8 羊水における IL�6値と培養検査の比較検討

○
いりむら け ん じ

入村 健児1、清家 奈保子1、菅 良子1、新郷 知子1、佐田 勇樹1、
井上 衣都子1、西山 尚子1、園田 敏雅1、野見山 亮2

NHO 佐賀病院 研究検査科1、NHO 佐賀病院 産婦人科2

【はじめに】IL�6 はマクロファージなどから産生されるサイトカインであ
る。細菌による子宮内感染が起きると羊水中の IL�6 値が上昇することが
知られている。今回我々は羊水（122 名）を対象に IL�6 値と培養検査の比
較検討を行ったので報告する。【方法】IL�6 はルミパルスG1200 で測定
し、培養検査は一般細菌（好気培養＋嫌気培養＋ウレアプラズマ培養）を
行った。【結果】1）IL�6（40000pg�mL以上）での培養陰性はなかった。
2）IL�6（500pg�mL以下）での培養陽性はなかった。3）Romero らの報
告にあるカットオフ値（11300pg�mL）を用いた場合の培養検査との比較
では一致率（83.6％）感度（71.4％）特異度（90.0％）PPV（78.9％）NPV
（85.7％）であった。【考察】IL�6 測定は羊水中細菌存在の有無を推測する
のに有効な検査であると思われる。今回の検討では IL�6（40000pg�mL
以上）では 100％培養陽性であった。
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O-77-1 当センターにおける血液培養採取状況および
陽性率の現状調査

○
ふ く だ おさむ

福田 修
NHO 京都医療センター 診療技術部 臨床検査科

【背景】
血液培養検査（以下、血培）は感染症診療における迅速正確な診断におい
て重要な役割を担っている。当センターの血培採取状況と陽性率を把握
するための調査を実施した。
【方法】
2010 年～13 年の 4年間において入院統計値、血培採取セット数、複数
セット採取数、陽性数を調査した。コンタミネーション率は米国臨床病理
医協会の基準に基づいて算出した。
【結果】
当院の状況は、ベッド数 600 床の地域における急性期中核医療施設であ
る。年間在院患者延べ数は 196,538 patient�days、100 病床数あたりの血液
培養採取セット数は 434.0 セット、1,000 patient�days あたりの採取セッ
ト数は 13.2 セット、1,000 入院あたりの血液培養採取セット数は 194.0
セットであった。また、複数セット採取率は 88.2％、コンタミネーション
率は 3.0％、陽性率は 18.2％であった。
【考察】
CUMITECHによれば、1999 年の米国における調査で、延べ入院患者
1,000 人当たり 103～188 セットが推奨されているが、当センターの血培
採取数はこれを上回っており適正に採取されている。また、陽性率 5～
15％、コンタミネーション率 2～3％であるべきとされるが、当センター
では陽性率、コンタミネーション率ともに高かった。なかでも重症ケア部
門での陽性率は他と比較しても高く、重症の患者に選択的に血培が実施
されている可能性が考えられた。

O-77-2 当院における抗酸菌塗抹法結果陰性の遺伝子
検査法・培養検査法の重要性について

○
せ じ も あ き こ

瀬下 明子、高橋 あゆ子、太田和 秀一、久高 果市、浅里 功
NHO 東京病院 臨床検査科

【はじめに】当院は結核病床 100 床を有し、結核の検査として抗酸菌塗抹
検査、培養検査、遺伝子検査、薬剤感受性試験を実施している。塗抹検査
は、結核が疑われる場合の迅速検査として殆どの検査室で実施され、診断
及び感染管理対策上重要な役割を担っている。しかし塗抹陽性で結核の
診断が確定したわけではなく、陰性でも結核は否定できない。当院は塗抹
検査と同時に遺伝子検査の迅速対応を実施している事から、塗抹検査陰
性であった検体の遺伝子検査、培養検査との比較調査について報告する。
【対象及び方法】2011 年 4 月から 2014 年 3 月までの 3年間の喀痰検体の
うち、抗酸菌塗抹検査が陰性であった 3122 件を対象とした。MTB（結核
菌群）遺伝子検査は、TRC�MTB法または LAMP法のいずれかを実施し、
培養検査はMGIT960 にて実施した。
【結果】塗抹検査陰性 3122 件のうちMTB遺伝子検査陽性は 205 件
（6.6％）、MGIT培養検査陽性は 236 件（7.6％）であった。なおMGIT
培養検査陽性のうち遺伝子検査で結核と同定できなかった 31 件につい
てはキャピリアTBにて結核と同定した。
【考察】培養検査は遺伝子検査に比べ若干感度は高いが、結果が判明する
まで長い場合には 2週間程度の時間を要する。今回の調査では、塗抹検査
は陰性であったが遺伝子検査を実施したことでMTB陽性を 205 件
（6.6％）検出し迅速な報告・診断に繋がった。当院では遺伝子検査の結果
は当日から翌日報告としているが、結核の早期診断・治療、感染管理対策
の面から遺伝子検査の迅速報告の有用性と培養検査の感度及び必要性に
ついて再確認した。

O-77-3 TRC法による新しい結核菌群検出試薬および
MAC検出試薬の臨床評価

○
すがはら け い こ

菅原 恵子1、高橋 あゆ子2、瀬下 明子2、久高 果市2、浅里 功2、
蛇澤 晶2

NHO さいがた医療センター 臨床検査科1、NHO 東京病院 臨床検査科2

【はじめに】近年、抗酸菌遺伝子検査法は簡便で特異性に優れ増幅効率の
高い検査法が開発されている。今回我々は、東ソー株式会社の開発した新
しい結核菌群 rRNA検出試薬（TB新試薬）およびMAC rRNA検出試薬
（MAC新試薬）について、TRCRapid M.TB�MAC（現行試薬）とコバス
TaqMan MTB�MAI および培養検査との比較検討を行ったので報告す
る。
【対象および方法】2012 年 12 月から 2013 年 5 月までに遺伝子検査を実施
した 67 検体（喀痰 23 検体、胃液 3検体、気管支洗浄液 19 検体、胸水 5
検体、その他材料 17 検体：SAP処理・NalC�NaOH処理検体）を対象に、
結核菌群測定 56 検体とMAC測定 36 検体についてTRC新試薬とコバ
スTaqManMTB�MAI で測定を行った。培養はMGIT培養または小川培
養で、同定はキャピリアTB、DDH法またはTaqMan 法で行った。また
M. shinjukuense（臨床分離株）4株についてTB新試薬と現行試薬で測定
を行った。
【結果】TB新試薬と現行試薬およびTaqMan MTBの全体一致率は 98％
と 93％で良好であった。培養一致率は、TB新試薬：96％、現行試薬：
95％、TaqMan MTB : 89％と同等であった。MAC新試薬と現行試薬およ
びTaqManMAI の全体一致率は 100％と 89％であった。培養一致率は、
MAC新試薬：97％、現行試薬：97％、TaqMan MAI : 86％と同等であっ
た。なお、TaqManMTB�MAI では血液 3検体が反応阻害のため判定保留
となった。またM. shinjukuense 4 株は、TB新試薬では全て陰性で交差
反応はみられなかった。
【まとめ】TRC新試薬はTRCRapid M.TB�MACとコバスTaqMan
MTB�MAI と同等の性能で特異性に優れ各種検体で測定可能であり有用
であると考えられる。

O-77-4 当院における肺アスペルギルス症の細菌学的
検査結果と血清学的検査等に関する検討

○
しもさか ひ さ き

下坂 寿希1、加藤 稔2、大矢 さおり1、三浦 みちえ1、木下 均1

NHO 東名古屋病院 臨床検査科1、NHO 名古屋医療センター 臨床検査科2

【目的】肺アスペルギルス症（以下ASP症）の中では、慢性型の肺アスペ
ルギローマや慢性壊死性肺アスペルギルス症（CNPA）が多数を占めてお
り、治療に難渋する事が多い。これらの肺疾患では、ガラクトマンナン抗
原は検出されにくく、血清アスペルギルス沈降抗体（以下ASP�Ab）を検
出することが臨床診断の参考になる。今回、当院においてASP症と診断
された症例を対象に細菌学的及び血清学的検査等について後向き調査を
行った。【対象と方法】対象は 2010 年 4 月～2013 年 3 月までに当院で同定
された糸状菌 170 例のうち、臨床診断によりASP症と診断された 50 症
例について血清アスペルギルス抗原（以下ASP�Ag）、ASP�Ab、β�D�グ
ルカン、培養結果、基礎疾患、臨床所見等を調査した。【結果】検出菌は
A.fumigatus が 58％、A.niger 16％、A.species 4％、アスペルギルス以外
の糸状菌および混合例 22％であり、同時期に血清診断が実施されたのは
45 症例、ASP�Ag陽性率は 28.9％、ASP�Ab陽性率は 82.2％であった。
またAg（�）かつAb（＋）は 25 例（55.6％）、Ag（＋）かつAb（�）は
2例（4.4％）ですべてCNPA、両方（＋）は 11 例、両方（�）は 7例であっ
た。約半数を占めるAg（�）かつAb（＋）例ではA.fumigatus が 76.0％
であった。患者背景や基礎疾患にはOld�TB、MAC症、COPD、糖尿病な
どが見られた。β�D�グルカンが基準値を上回った例は稀であった。【考察】
ASP症におけるASP�Ab検出感度はASP�Agに比べ極めて高く、半数
以上がASP�Abのみ陽性例であった。しかし、CNPAなどではASP�Ag
のみ陽性例がみられ、早期診断・治療のためにはASP�Ag、ASP�Ab、培
養検査を併用することが望ましいと思われた。発表時には 2013 年度の
データも合わせてさらに検討したい。
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O-77-5 抗酸菌分離培養法におけるアルカリ前処理改
良法の検討

○
よ し だ し お み

吉田 志緒美1、露口 一成1、鈴木 克洋2、富田 元久3、
井上 義一1、林 清二2

NHO 近畿中央胸部疾患センター 臨床研究センター 感染症研究部1、
NHO 近畿中央胸部疾患センター 内科2、
NHO 近畿中央胸部疾患センター 臨床検査科3

抗酸菌の分離培養において前処理法を施す目的は、喀痰などの汚染検体
を消化・均質化し、混在する抗酸菌以外の雑菌を除去した上で、抗酸菌の
みを選択的に培養することである。抗酸菌は厚い脂質層に覆われた細胞
壁を有していることから、アルカリや酸に抵抗性を示す。そのため、検体
をいかに効率的に処理できるかが、その後の抗酸菌培養による菌検出の
成績に影響を与える。通常、前処理の過程は大きく 3段階に分けられ、粘
液などの液化、有機夾雑物のの浄化、遠心処理による濃縮で構成される。
液化（粘液内の細菌叢をとりだすこと）が密閉容器の中で充分に促進さ
れ、浄化プロセスで通常NaOHによって厳密な一定時間の殺菌処理を行
い、抗酸菌を効率よく回収することが重要であり、濃縮操作は必要不可欠
な工程である。反面、提出された臨床検体中にごく微量の菌体しか含まれ
ていないことが多いため、検体の質を維持する上で濃縮はリスクの高い
操作でもある。遠心機は最低でも 3,000xg の相対遠心加速度が出力でき
なくてはならないが、そうでない場合、多くの抗酸菌細胞は遠心後も懸濁
液中に残り、上清の除去時に共に捨てられてしまう。また、リン酸緩衝液
を添加する際や遠心後の上清を除去時の汚染リスクや、遠心機内部の空
気摩擦による熱によって菌が損傷を蒙ることも言われている。今回、われ
われは濃縮時のリスクを回避する目的で、遠心機を用いない、まったく新
しい前処理法を考案した。従来集菌法と合わせて標準菌株の希釈系列を
用いた感度の測定を行い、臨床検体では液体培養成績と PCR結果の比較
を行った。同法によって操作の煩雑さが解消され、同等の結果が見受けら
れた。詳細は本発表で報告する予定である。

O-77-6 治療抵抗性 ITPに対し，抗菌薬ダプソンが著効
した1症例

○
し ば た あ さ み

柴田 亜砂美1、前田 裕弘2、高尾 千寿1、土田 幸生1、
渡邉 清司1、星田 義彦1

NHO 大阪南医療センター 臨床検査科1、
NHO 大阪南医療センター 血液内科2

【はじめに】免疫性血小板減少性紫斑病（ITP）は，血小板に自己抗体が結
合することで脾・網内系での破壊が亢進し，血小板減少を来す疾患であ
る．ITPのなかには一般的な治療に反応しない治療抵抗性 ITPが存在し
治療を難渋させてきた．近年，治療抵抗性 ITPにダプソン（商品名レクチ
ゾール）が有効であるとの報告がなされている．ダプソンは，皮膚組織に
障害を与える活性酸素や炎症性サイトカインの産生を抑制する抗炎症作
用，およびらい菌に対する抗菌作用を持つ薬剤である．我々も，治療抵抗
性 ITPに対しダプソンが著効した症例を経験したので報告する．【症例】
20 代前半，女性．2012 年 10 月に血小板減少を指摘され，前医にて ITP
と診断された．ステロイド反応性不良であり，同年 11 月脾摘を施行する
も効果は得られなかった．TPO（トロンボポエチン）受容体作動薬も効果
なく，2013 年 10 月治療抵抗性 ITPとして当院紹介となった．初診時の検
査結果は，WBC : 17110�μL，Hb : 14.7g�dL，PLT : 0.9 万�μL，PAIgG :
72.0ng�107cells で，ピロリ菌は陰性であった．【治療経過】2013 年 10 月
16 日よりロミプレートを中止し，ダプソン 100mgの投与を開始した．10
月下旬，出血傾向が出現したため，プレドニン 20mgとダプソンを 150
mgに増量した．増量後，出血傾向は改善し，5週後には PLT（�μL）が
2.7 万に上昇し，8週後 17.3 万，12 週後 38.9 万，14 週後 43.0 万まで増加し
た．現在はプレドニン，ダプソンを減量しつつ経過観察中である．【まと
め】治療抵抗性 ITPにダプソンが著効した症例を経験した．今後，ダプソ
ンが有効な ITP症例を蓄積し，報告されている反応性や完全寛解率等と
比較していきたい．

O-77-7 EDTA非依存性偽血小板減少の一例

○
よ し だ ゆ り

吉田 有里、伊東 貴美、伊藤 大輔、成田 弘、鈴木 博義
NHO 仙台医療センター 検査科

【はじめに】偽血小板減少はEDTA塩の使用によるものが主に知られて
いる。当院ではEDTA依存性偽血小板減少症例に対してFC管で対応し
ているが、これによっても血小板凝集を解離できない一例を経験し、現在
対策としてすぐに対応可能な抗凝固剤無添加血（生血）による採血直後の
測定で結果報告を行っているが、それでも僅かな血小板凝集は回避出来
ない。今回我々は、他の抗凝固薬・薬剤等を用いて血小板凝集塊解離の検
討を行ったため、その進捗状況を報告する。
【症例】70 歳代女性、左顎下部リンパ節腫脹、血小板減少の精査目的で当
院血液内科に紹介。悪性リンパ腫疑いでリンパ節生検予定となり、輸血準
備のため術前検査が行われた。血小板数EDTA�2K0.1×104�μL、FC0.5×
104�μL、塗抹標本鏡検により両採血管で血小板凝集を認めた。生血測定に
おいては 11.5×104�μL（僅かに凝集あり）であった。
【検討】各採血管（EDTA�2K、FC、ヘパリン、クエン酸Na、NaF、EDTA�
2Na 増量、カナマイシン添加）にMgSO4やクロロキンを 1.1・1.5・3 倍の
希釈倍率で混合し 20 分静置、またEDTA�2K 採血管を 20 分加温後、それ
ぞれの血小板数を測定、同時に塗抹標本を作製し凝集の有無を確認した。
【結果と考察】採血直後の生血を除き、MgSO4・クロロキン添加前の全て
の採血管において、明らかな血小板凝集塊がみられた。一方、一部の
MgSO4・クロロキン添加後血液において血小板凝集はみられず、生血に
近い結果が得られ、希釈誤差はあるものの、その有効性が示唆された。血
小板数は輸血も関わり、血小板数減少時にはより真値に近いデータが求
められるため、より最適な再現性のある結果が得られるよう検討を継続
し、当日発表する。

O-77-8 アジア条虫症の一例

○
は な い あ り さ

花井 亜莉沙1、山崎 浩2、小林 鉄郎3、加藤 康幸3、大城 雄介1、
土橋 悦子1、手塚 俊介1、長谷川 達朗1、土井 誠一1、永井 正樹1

国立国際医療研究センター病院 中央検査部門1、
国立感染症研究所 寄生動物部2、
国立国際医療研究センター病院 国際感染症センター3

【はじめに】アジア条虫（Taenia asiatica）はサナダムシの一種であり，東
南アジア～東アジアに分布している．ヒトに感染するテニア条虫として
有鉤条虫（Taenia solium）と無鉤条虫（Taenia saginata）がよく知られて
いるが，アジア条虫は形態的には無鉤条虫に似る一方で豚を中間宿主と
する点では有鉤条虫に似る．今回我々はアジア条虫に感染したフィリピ
ン人の例を経験したので報告する．【症例】患者は近年より日本に在住し
フィリピンでは養豚場を兼業していた．1年前に腹痛があり 60cmの白色
扁平な虫が便にみられ，フィリピンの病院でメトロニダゾールを 3日間
服用し以後下痢はなくなった．しかし当院受診数日前に虫体が再び便中
にみられ下痢と掻痒感を感じ始めたために当院受診となった．主訴は 1�2
時間毎の泥状の下痢と掻痒感で，問診にてフィリピン国内で豚の肝臓を
生食していたことが判明した．【所見】提出された便検体には片節はみら
れなかったが，薄層塗抹法及びMGL法にて直径 40μmほどの類円形の虫
卵が数個検出された．褐色の虫卵には放射状線条の幼虫被殻（embryo-
phore）がみられ，中に 6本の鉤を有する六鉤幼虫（onchosphere）が観察
された．種の同定が困難であったため国立感染症研究所に精査を依頼し
たところDNA解析にてアジア条虫と診断された．【経過】虫卵が確認さ
れた日にプラジカンテル 600mgを処方し，虫体が排出されたが頭節は確
認されず経過観察．【考察】本症例は患者がフィリピンで生食した豚の肝
臓が感染源と考えられる輸入症例と考えられたが，近年本邦での感染例
も確認されていることから正確な病原体の鑑別に基づいた情報収集を行
うとともに，非加熱の肉や内臓の喫食による危険性を啓発していくべき
だと考える．
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O-78-1 当院における電子カルテ導入に伴う生理検査
部門システムの構築と運用

○
しのうら ひさつぐ

篠浦 久嗣1、小椋 由紀1、御田村 浩子2、畑中 美里1、
古田 賢二1、長谷川 正人1

NHO 東近江総合医療センター 研究検査科1、NHO 宇多野病院 臨床検査科2

【はじめに】当院では、2013 年 10 月より電子カルテシステムならびに生理
検査部門システムを導入した。院内にある装置とのオンライン化を構築
したシステムについて、概要および運用状況を報告する。【システム構成】
電子カルテシステム（HIS）：APIUS Ecru（亀田医療情報株式会社）生理
検査部門システム：総合診断ネットワークシステム（以下Hi�ME-
DiON）・心電図データマネジメントシステム EFS�8800（共にフクダ電
子）接続モダリティ：心電計 3台（内 1台は救急室）、肺機能検査装置、
ボディプレスチモグラフ、超音波検査装置 11 台（内 9台は各診療科）【シ
ステム運用方法】電子カルテからの検査依頼はHi�MEDiONに転送され、
外来は受付票、入院はリストバンドを用いて受付することで各検査装置
に依頼と患者属性が送信される。検査後、Hi�MEDiONのワークリストで
進捗状況の確認と医事実施操作を行う。接続モダリティの動画像を含め
た検査結果やレポートは直接データサーバーに保存され、また、オンライ
ン化していない筋電図・誘発電位、血圧脈波、呼吸抵抗は出力した結果を
スキャナーにてデータサーバーに取り込み、脳波は従来からの紙運用と
した。【システムの特徴】今回、オンライン化した心電図、肺機能検査、
超音波検査はデータの時系列比較が可能で、特に超音波検査では院内に
ある検査装置からの動画像データの保存とWebレポート機能により各
電子カルテからのレポート作成が可能となり、全ての結果は電子カルテ
からWeb参照可能である。【まとめ】システム導入により結果報告の簡素
化と情報の共有化が図れた。今後は更に臨床へのサービス向上と地域医
療と協力し、患者サービス向上に努めたい。

O-78-2 検査科のWebコミュニケーションツールとし
て用いた「サイボウズ Live」の活用について

○
きのした ゆ み こ

木下 裕美子、佐々木 達彦、岡本 英利、新井 浩司、藤田 昌幸
NHO 神戸医療センター 臨床検査科

【はじめに】
当院はグループウェアやイントラネットを利用し電子メールや情報伝達
を行ってきた。しかし近年、ウイルス感染や外部からの不正侵入などセ
キュリティ上のリスクが高まったことから、昨年度、病院情報システム
（HIS）委員会はHIS 搭載 PCからの外部アクセスを禁止する等、規制を強
化した。これに先駆け、当検査科スタッフ全員にタブレット PCを配布し、
クラウド型グループウェア「サイボウズ Live」の導入を試みた。使用して
半年、当検査科における活用方法を紹介したい。
【使用環境】
ハードウェアはNexus7（Asus）、PC、スマートフォン等を使用し、オペ
レーティングシステムはそれぞれのハードに適応しているAndroid や
Windows7 やWindows8 を利用している。院内では医局ネットワーク回
線によりインターネット接続環境を充実させている。
【現状】
「神戸医療センター臨床検査科」というグループ名で 14 名の全スタッフ
が登録している。業務連絡を始め、会議前の意見徴集、会議結果報告、集
計報告、検査関連のニュースの掲載といった情報の一元化に活用してい
る。
【考察】
「サイボウズ Live」の使用による利点としてはペーパーレス化や、会議の
時間短縮、意見交換のきっかけとなること、記録が多く残せること等があ
げられる。一方課題としては、メンバーにより書き込み頻度に差が生じ、
必ずしも全員参加型のディスカッションがなされていない状況となって
いる。メンバー全員の積極的な発言により、組織の活性化へつながるきっ
かけとしたい。今後はサイボウズ Live 利用継続によりデータを構築さ
せ、検査科資産を一元化し、過去のものと比較しながら討議することで検
査科の発展に生かされていくことが望まれる。

O-78-3 医療的側面、経営的側面の両面における本プロ
ジェクト（臨床検査部門・事務部門合同研究
班）の役割

○
あ ら い こ う じ

新井 浩司、佐々木 達彦、赤井 太地、常倍 さくら、
北尾 義隆、嶋本 哲也、三輪 陽一、藤田 昌幸

NHO 神戸医療センター 臨床検査科

【はじめに】現在、臨床検査部門は病院内において様々な医療連携業務を
実践している。特に臨床部門や看護部門、栄養管理部門とは密接な医療連
携を行っているが、それらの多くは医療の質向上に向けた臨床的側面か
らの報告が殆どである。しかし現代医療では臨床的視点、経営的視点の両
視点を充足させる臨床検査部門からの具体的な行動計画や提言など実践
されているケースはまだ少ない。我々は、平成 25 年度に臨床検査部門・
事務部門合同研究班（以下研究班）を立ち上げ、協働して院内における
種々改革を目指し活動を行っている。今回はその概要とともに、平成 25
年度に提案した改修内容の結果検証、ならびに平成 26 年度診療報酬改定
における改修提案を紹介したい。【平成 25 年度改修提案】クリティカルパ
ス（以下パス）における種々課題として、継続的結果検証と改修提案がな
されておらず、現診療報酬体系上、経営的不利益が解消されていない。こ
の課題と対処方針については後の発表で言及する。【平成 26 年度改修提
案】平成 26 年 4 月の診療報酬改定内容のうち、当院経営面に対し大きな
影響を与えると思われる短期滞在型手術のうち実施数の多いものを検討
材料とした。この具体的内容については後の発表で言及する。【今後の展
望】本研究班は、パス改修提案を行い医療的側面、経営的側面のバランス
を取りながら院内改革を推進させることを切り口として設立したもので
あるが、自施設のみならず他施設にも応用できることを念頭に置き、最終
的には国立病院グループ全体における大きな利益をもたらせるように実
践・検証を積み重ねることが役割だと認識している。今後も真の医療連
携構築に向けて活動を推進していきたい。

O-78-4 平成26年度診療報酬改定に伴い検討を要す
る事項 第一報（内視鏡的結腸ポリープ・粘膜
切除術）

○
あ か い た い ぢ

赤井 太地、常倍 さくら、佐々木 達彦、新井 浩司、
北尾 義隆、藤田 昌幸、三輪 陽一、嶋本 哲也

NHO 神戸医療センター 事務部 企画課

【はじめに】今年度診療報酬改定で短期滞在手術等基本料 3（以下基本料
3）見直しが行われ、該当手術を実施した 4泊 5日以内の入院において 1
入院あたりの包括点数が設定されることとなった。基本料 3においては 1
日あたりの診療点数が設定されるDPCとは異なる診療報酬体系であり、
日数短縮をはじめとして、既存クリティカルパス（以下パス）の再構築が
求められている。当院でもパスを運用しているいくつかの手術が基本料 3
に該当するため、再構築に向けて本プロジェクトのみならずパス委員会
などにおいても火急課題として取り組んでいるところである。本発表で
は、「内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 1長径 2cm」を実施する入院パ
ス再構築に向けて取り組んだプロセスとその結果について報告を行う。
【現状】平成 25 年度診療統計分析の結果、現状では基本料 3を算定した場
合、出来高算定と比較して診療点数が低いという結果が得られた。医療職
と協働し、既存診療内容の適正化を図り医療的側面の向上を目指すとと
もに、経営的側面から基本料 3における経営効率向上を享受できるパス
の完成を目指している。【問題点と課題】検査内容の適性化や術前・術後
検査の外来移行（外来診療の有効活用）などを見直すことにより経営効率
向上を享受することが可能となるが、一方無理な効率化による患者の容
態悪化など、医療的側面でのデメリットとのバランスを勘案する必要が
ある。【結果及び考察】具体的内容については学会会場にて報告するが、
施設間比較によるデータ上の行為妥当性の評価を用いつつ医療職種との
協働作業を行い、当院実情を考慮したパスの運用により、医療的、経営的
両面とも質の向上が図れるよう努めていきたい。
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O-78-5 平成26年度診療報酬改定に伴い検討を要す
る事項 第二報（そけいヘルニア）

○
つねます

常倍 さくら、赤井 太地、佐々木 達彦、新井 浩司、
北尾 義隆、藤田 昌幸、三輪 陽一、嶋本 哲也

NHO 神戸医療センター 事務部 企画課

【はじめに】DPC施行施設では診療内容の多くが包括されているため、経
営的側面から診療内容の圧縮が大きな課題となっている。検査を例に挙
げるとDPCでは、心臓カテーテル、内視鏡、診断穿刺、検体採取、病理
診断、病理学的検査診断以外は全て包括されている。それらの診療内容に
ついて医療の質を下げることなく、必要最低限の内容を吟味し、かつ外来
診療をうまくかみ合わせることで大きな経営改善につながると考えられ
る。ゆえに医療的側面、経営的側面の両者を充足させるためには、クリ
ティカルパス（以下パス）を有効かつ効率的に運用することが必須事項で
ある。今回は診療報酬改定で短期滞在手術等基本料 3の算定が必須と
なったもののうち、当院で年間 100 症例程度使用されている、そけいヘル
ニアパスを検討材料とする。当院のそけいヘルニアパスの多くは 4泊 5
日入院であり、経営的側面から見れば非効率的なものとなっていること
は以前より指摘されていたことである。具体的内容を言えば、4日目以降
の診療行為が大きく減少していることから、入院期間を短縮させるべき
か、また入院期間を短縮させることにより再入院率向上につながる危険
性が上昇するのかなど、経営的側面のみならず医療的側面からも検討を
加えたい。【検討方法】ベンチマークによる他施設との比較により当院実
施臨床検査の適正性を可視化する。またパス前後の検査実施率や内容を
把握し、経済的損失を明確化する。さらに医師をはじめとする各部門と意
見調整を加え、経営的・医療的に優れたパスを再構築して客観的指標に
基づいた総合的評価を行いたい。【結果および考察】具体的内容について
は学会会場にて報告する。

O-78-6 DPC施設におけるクリティカルパスの有効運
用に関する研究 第二報

○
さ さ き たつひこ

佐々木 達彦、新井 浩司、赤井 太地、常倍 さくら、
北尾 義隆、嶋本 哲也、三輪 陽一、藤田 昌幸

NHO 神戸医療センター 臨床検査科

【はじめに】本研究の目的は、運用されたクリティカルパスの検証を、全
国統一形式の患者診療情報（DPC資料）と比較検討することで問題点を
明らかとする。さらにその問題に対する対処方針を立案し、その方針に基
づいて改革を推進させ、医療的側面や経営的側面の両側面において貢献
出来る組織となることを目的とする。第 1報では臨床検査部門の視点か
ら、DPC分析資料を用いて「糖尿病教育入院パス」の検査項目数、実施
回数等について全国とのベンチマーク比較を実施した。その結果、当院は
検査項目数、検査回数ともに全国平均より上回っており、出来高換算金額
の比較において平均に対して 41.6％の増額であることを報告した。また
追跡調査として本学会の報告後、2型糖尿病患者（n＝21）について入院
前後の検査状況等を調査した。その結果に対する問題点や課題は「糖尿病
教育入院パス」のみならず、全体的な傾向にあるものと推測される。今回
我々は当院での入院前、入院時、退院後の一連の検査状況を可視化し、
DPC施設において適正な臨床検査が実施されているかを検証する。【方
法】当院で使用頻度の高いDPC（白内障、そけいヘルニア、内視鏡的結
腸ポリープ等）適応患者を抽出し、入院前・退院時検査の内容を検証す
る。また経営的側面からはDPC分析資料「MEDI�ARROWS」から入院
中の出来高換算金額について全国平均との比較も合わせて試算する。【結
果及び考察】具体的内容については学会会場にて報告する。

O-78-7 外部委託検査総価契約方式導入による効果検
証と考察

○
あ ら い こ う じ

新井 浩司、佐々木 達彦、赤井 太地、常倍 さくら、
北尾 義隆、増本 照明、加藤 芳郎、横山 富士男、嶋本 哲也、
三輪 陽一、藤田 昌幸

NHO 神戸医療センター 臨床検査科

【はじめに】当院では外部委託検査における委託契約先を選別するにあた
り、臨床検査部門と事務部門が契約内容等につき協議を行っている。平成
20 年度以前においては単価契約ならびに随意契約のみの契約方式として
いたが、平成 21 年度においては一部総価契約に移行させ、平成 24 年度か
らは単価契約を全て総価契約に移行させた。本契約方式を導入しての効
果検証と考察、さらには今後の展望を述べたい。【総価契約グルーピング
方法と契約方法】臨床的側面ならびに統計学的側面に配慮し、JLAC10
中分類による検査項目をグルーピングした。またそのグループごとに臨
床検査部門が委託契約先適正性について検討した後仕様書を作成し、そ
の内容を事務部門で再検討行ったうえで公開入札を実施し契約を締結し
ている。【導入効果】総価契約採用によるメリットとして、1）契約単価の
減少 2）契約更新時（年度初め）における基準値や単位変更による臨床
側における混乱減少 などがあった。デメリットとしては現在のところ
特に発生していない。【考察】当院のみならず国立病院グループ内他施設
への影響も勘案し、導入当初、総価契約方式は総合評価方式導入への試金
石としての暫定措置との位置付けであった。しかし外部委託検査には、再
外注や地域性の問題など種々問題が山積しており、総合評価方式よりも
総価契約方式導入が望ましい施設が多いと想定される。今後も臨床的側
面、経済的側面のみならず、地域医療連携や政策医療連携、災害医療連携
などの各種医療連携を想定した提案を重ねていきたい。

O-78-8 神戸医療センター臨床検査科における中期計
画に基づく組織活性化に対しての試み

○
あ ら い こ う じ

新井 浩司、岡本 英利、佐々木 達彦、藤岡 健一、磯村 和正、
岡田 都史、枦山 佳子、山川 昭彦、内野 陽子、三村 祥子、
橋本 有香、山本 紗耶香、木下 裕美子、藤田 昌幸

NHO 神戸医療センター 臨床検査科

【はじめに】神戸医療センター臨床検査科（以下検査科）は、平成 21 年度
に国立病院機構ならびに神戸医療センターの運営計画に基づき、第一期
中期計画を立案し組織目標を明確化させ運営を行ってきた。平成 25 年度
で第一期中期計画は終了し、現在は第二期中期計画に基づいて様々な事
業計画を立て、さらなる組織改革を実践しているところである。今回の発
表では中期計画の概要説明を行うとともに、客観的評価に基づく結果検
証を行い、その成果と残された課題を明確にすることにより組織活性化
を果たすために必要なものは何か、言及したい。【計画の立案に向けて】
平成 21 年度赴任時における検査科の現状と問題点を整理し、その対処方
針について検討を行った。検査科として種々問題を抱えながらの運営を
行っていたが、組織としての目標が不明瞭であったため、具現的目標と行
動計画をスタッフに示し、スタッフ個々の目的意識を明確化させること
から開始した。また計画書は、短期計画、中期計画、長期計画に分類し、
進化する過程を具体的に提示した。【問題点と課題】1）ソフトウェア
2）ハードウェア両面において種々問題を抱えていたが、最大の問題点と
して挙げられるものは、1）組織内が縦割り的でスタッフのスキルベース
が比較的低い、2）機器整備計画が不明確であるとともに契約上違法性を
示す機器が多数存在、といったものであった。【組織活性化に向けて】従
来からの組織としての運営形態を維持しつつ検査科内WGを複数立ち上
げ、各種連携業務に参画するとともに、職名に拘らない組織づくりを目指
し検査科のプレゼンス向上に努めた。詳細内容については学会会場にて
紹介したい。
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O-79-1 当院の侵襲的処置時における薬剤師の関わり

○
たにやす と も み

谷保 智美、章 勇気、宮前 文明、森貞 尚之、小川 喜通、
市場 泰全

NHO 呉医療センター 薬剤科

【はじめに】侵襲的処置予定の患者が、入院時に抗血小板薬・抗凝固薬等
を服用している場合、休薬期間不足により手術や検査が延期されると患
者・病院双方のデメリットとなる。よって、入院決定時の外来患者に対す
る薬剤管理が求められている。当院では、薬剤師が入院決定時に常用薬を
把握（約 500 件�月のうち、内視鏡処置は約 200 件�月）、入院時に、持参
薬鑑別・薬剤管理指導を行っている。このように薬剤師外来と入院時の
常用薬把握について、病棟業務と連携して行っているが、それらの対応が
どれほど医師の業務軽減や医療安全に寄与しているか、消化器内科医師
にアンケート調査、評価を行ったので報告する。【方法】対象は、消化器
内科医師 9名。アンケートは、薬剤管理指導記録の活用状況や医師の業務
軽減への寄与について項目を設けた。評価には、ビジュアルアナログス
ケール（VAS）を用いた。【結果・考察】薬剤師による入院時持参薬鑑別
の記載の利用についてはVAS : 9.8、入院時初回面談の記録については
VAS : 4.3 の評価であった。診療時間については、平均 20 分程度の短縮に
なるとの回答を得た。総合的にみると、現在の薬剤師の取り組みについて
はVAS : 9.3 との評価を得た。常用薬の把握等については、高評価を得た
が、薬剤管理指導記録の活用については医師によって差が有ることが分
かった。医師に分かりやすく、情報を提供する手段の一つとして記載内容
の充実を図る必要があると考える。他の診療科からの処方薬剤の把握に
ついて、薬剤師の記録を参考にしているとの意見もあり、今後は、今回の
アンケート調査で明らかとなった意見を基にして業務改善に繋げていき
たい。

O-79-2 当院における高脂血症に対するイコサペント
酸エチル900mgの適応追加による有効性及
び安全性の検討

○
み や だ あつし

宮田 篤1、森貞 尚之1、小川 喜通1、市場 泰全1、松田 守弘2

NHO 呉医療センター 薬剤科1、NHO 呉医療センター 循環器内科2

【目的】2012 年 6 月、高脂血症におけるイコサペント酸エチル 1回 900
mg1 日 2 回投与の用法・用量が追加された。この適応追加により、服薬回
数を少なくする事による服薬コンプライアンスの向上と 1日薬価の低減
が図られる。そこで今回、「600mg1 日 3 回」（以下 600mg群）と「900mg
1 日 2 回」（以下 900mg群）の用法での有効性及び安全性の比較、検証を
行った。【方法】2005 年 4 月から 2013 年 3 月の間に当院を受診し、イコサ
ペント酸エチルを投与されている高脂血症患者で当院にて血清総コレス
テロール、血清トリグリセリド、血漿エイコサペンタエン酸（以下EPA）
濃度、血漿アラキドン酸（以下AA）濃度を測定している全 109 例（600
mg群 43 例、900mg群 52 例、600mg→900mg変更群 14 例）を対象とし
た。方法は電子カルテにより採血結果、有害事象の有無について調査し
た。【結果】600mg→900mgへ変更した患者の採血結果を比較したところ、
変更前後での各検査値において有意な差はなく、600mg群、900mg群間
での比較においても、差は見られなかった。また、心血管イベントのリス
ク指標の一つと考えられてるEPA�AA比に関しては両群間に同等性が
見られた。今回調査した 109 例の中には比較的頻度の多いとされる消化
器症状や肝機能障害などの有害事象は見られなかった。【考察】今回の検
証により、600mg→900mg変更群の変更前後において有意な差は見られ
なかった事に加え、600mg群と 900mg群の両群間には有意な差は見られ
なかった事により、両群は同等性があると考えられ、コンプライアンスを
考えると 900mg群の方が患者へのメリットは大きいと考えられる。今後
は対象症例数を増やし、同等性および安全性について更に調査していき
たい。

O-79-3 肺癌でのPPI 併用時におけるエルロチニブの
溶解率の変動

○
さ と う よしひと

佐藤 吉一、森田 智子、斉藤 真一郎、高橋 邦雄、市田 泰彦、
佐野 慶行

国立がん研究センター東病院 薬剤部

【背景】エルロチニブは、持続的な胃内 pHの上昇により溶解度が低下す
ることが報告されており、PPI との併用は避けるべきであるが、併用する
患者も散見される。【目的】PPI 併用による胃内 PH上昇がエルロチニブの
効果・毒性にあたえる影響を調査し、PPI 併用患者に対するエルロチニ
ブの最適な服用設計を考える。【方法】2011 年 4 月から 2012 年 3 月までエ
ルロチニブを服用した肺がん患者を対象とし、PPI 併用の有無による毒
性発現（肝障害、皮疹）の頻度、重症度を診療録を用いた後方視的調査で
比較した。また、PPI 服用時の胃内 pHを想定した溶液（pH2、pH6 溶液）
でエルロチニブ溶解試験を行った。【結果】エルロチニブを服用する肺が
ん患者 37 例中 PPI 併用群は 13 症例、PPI 併用なし群は 24 症例であっ
た。ざ瘡様皮疹（Grade1 以上，CTCAE ver.3）は併用群で 9例、併用な
し群で 10 例、 そのうち外用薬の処方が必要となったのは併用群で 4例、
併用なし群で 10 例であった。有害事象による治療中止（肝障害、PS低下、
悪心・嘔吐）は 3例であり、すべて併用なし群であった。溶解試験では pH
2 溶液で溶解開始から 30 分後に濃度 633mcg�mLを示した。pH6 溶液で
は 30 分後の濃度は 45.4 mcg�mLであった。【考察】PPI 併用時の胃内 pH
上昇による、溶解率の低下が原因と考えられるエルロチニブの毒性の低
下が示唆された。参考文献「高野 和彦 医学と薬学 63（2）281�291.
2010」によれば、胃内 pHは、食前および PPI 服用直前で低い傾向がみら
れることから、食前に服用することが好ましいと考える。

O-79-4 抗てんかん薬血中濃度に対する経口フッ化ピ
リミジン薬の影響

○
た な か ひろゆき

田中 寛之1、深井 雄太1、川口 啓之1、遠藤 雅之1、伊林 至洋2

NHO 北海道がんセンター 薬剤科1、NHO 北海道がんセンター 脳神経外科2

【目的】転移性脳腫瘍の痙攣発作に用いられるフェニトイン（PHT）やバ
ルプロ酸（VPA）などの抗てんかん薬は相互作用が多いことで知られ，血
中濃度の維持に大きく影響する．今回，抗てんかん薬を投与中の患者に対
し，フッ化ピリミジン系経口抗癌剤で治療を開始した 3症例を経験し、考
察したので報告する．【症例】症例 1 59 歳女性 右乳癌術後，脳転移を
放射線により治療後、PHT開始したが痙攣発作が頻回に出現し，PHT
増量にて痙攣発作をコントロールしていた．カペシタビン（CAP）開始
5日後，血中 PHT濃度が 33.8μg�mLに上昇し，PHTを減量した。しかし、
CAP休薬 7日後において血中 PHT濃度が 45.5μg�mLと著しく上昇し
た．症例 2 60 歳女性 左乳癌術後，脳転移を摘出後よりVPA徐放錠が
投与開始となった．CAP開始後または休薬期間において、血中VPA濃度
の著しい変化は見られなかった．（CAP投与開始 7日後 78.4μg�mL，CAP
休薬 7日後 79.7μg�mL）．症例 3 76 歳女性 遠隔転移伴う胃癌術後再
発．同時に発見された脳髄膜腫に対し痙攣発作予防のためゾニサミド開
始となるが嘔気のため，PHTへ変更となる．同時期に現疾患治療である
シスプラチン＋S�1 療法開始．day22 に PHT血中濃度が 29.5μg�mLと上
昇した．【考察】PHT，VPAどちらも肝代謝を受けるが，CAPや S�1
は直接的 CYP阻害作用を有さないことが報告されている．CAPや S�1
はその薬理作用のため，主としてCYP系（核DNA由来）で代謝される
PHTの血中濃度に影響を与えるが，CYPだけではなく β酸化や抱合等
様々な代謝経路をもつVPAの血中濃度には影響を及ぼさなかったと考
えられる．
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O-79-5 テトラベナジン（TBZ）使用によりハンチント
ン病（HD）舞踏運動が改善した症例

○
ざ こ う じ のぶゆき

座光寺 伸幸、吉田 尚弘
NHO 富山病院 薬剤科

［目的］HDは舞踏運動と精神症状を主症状とする慢性進行性神経変性疾
患である。治療は対症療法のみとなる。2012 年 12 月 HD舞踏運動に適応
を持つTBZが日本で初めて承認された。HD舞踏運動の評価は医師によ
るUHDRD（ハンチントン病統一評価尺度）を用いて行うが、HDに適応
をもつ薬剤の登場により薬剤師視点からの評価も重要になると考える。
今回TBZを使用し効果及び副作用発現判定に薬剤師が介入した症例を
報告する。［症例］69 歳女性。家族歴は両親ともにハンチントン病。既往
歴は、42 歳から不随意運動や認知障害などの症状が現れ、52 歳で確定診
断。2013 年 TBZ開始。TBZ開始時はハロペリドール等も内服しており
HD舞踏症状、腎不全等がみられた。［方法］TBZによるHD舞踏運動評
価はUHDRDによりスコア化されるが、専門的な知識が必要となるため
薬剤師による評価法を 2つ考え実施した。1．定期的に患者の舞踏運動を
映像として残し、各々比較するビデオ判定法。2．毎日 5分間手足の舞踏
運動回数を数え、週平均からその推移を見るカウント法を行った。［結果、
考察］1．舞踏運動の改善が見られた。2．他剤中止や体調不良による増減
が見られた。1．より舞踏運動抑制の様子を観察できた。2．より副作用の
確認ができた。これらより効果、副作用を評価し治療を継続できた。また
他剤の中止を提案し、腎機能などの改善及びTBZ単剤療法による舞踏運
動の改善を図れた。服薬指導介入が困難と考えられるHD患者であって
も、カウント数の増減から副作用確認ができ、医師と治療方針を話し合え
た。本方法とUHDRDの結果は整合性があり、会話困難なHD患者に対し
ても薬剤師による舞踏運動評価の介入は可能と考えられる。

O-79-6 当院における腎機能に基づく薬剤の適正投与
への取り組み

○
おかもと あ す か

岡本 明日佳、黒川 彰太、杉山 健二郎、倉本 成一郎、
西澤 修一、角 英

NHO 東広島医療センター 薬剤科

【目的】当院では病棟常駐薬剤師が、入院患者に適切な薬物療法が行われ
ているかを確認しているが、全ての患者の腎機能を把握し、処方されてい
る薬剤が適切な投与量であるかを確認することは困難であった。そこで、
安全で質の高い医療の提供を目的とし、平成 25 年 11 月より薬剤投与量
を確認する専任薬剤師を配置し、新規投与患者を対象として、腎機能低下
時に注意を要する薬剤を中心に投与量の確認を行った。【方法】薬剤科部
門システムを用いて前日～当日に対象薬剤が処方された患者一覧を検索
し、その中から対象薬剤の新規投与患者を抽出する。該当患者のクレアチ
ニンクリアランスを計算し、対象薬剤の投与量が適切であるかを確認す
る。対象薬剤と投与量は日本腎臓病薬物療法学会の「腎機能低下時に最も
注意が必要な薬剤投与量一覧」を参考とした。【結果】対象薬剤 24 種 39
品目のうち、処方変更が必要であった薬剤は 18 種 22 品目であった。処方
変更が必要な割合は 7.2％（処方変更必要数 111 名�初回投与検索者数
1541 名）、処方変更が必要となった患者の男女比は男性 43.5％、女性
56.5％、平均年齢は 77.7 歳（51�97 歳）であった。その中で処方変更が必
要な薬剤はレボフロキサシン、ファモチジンの割合が多く 2剤で全体の
77.4％を占めていた。【考察】対象薬剤の中で、特にレボフロキサシン、
ファモチジンの使用頻度が高いため、処方時に腎機能への注意が必要と
考える。薬剤の減量を必要とした患者の平均年齢は 80.7 歳であった。この
為、高齢者においては、腎機能低下時に投薬量の調整が必要と感じた。今
回の分析結果を院内に周知し、この取り組みを継続していくことで、薬剤
の適正な投与に寄与していきたい。

O-79-7 当院での大腿骨近位部骨折患者における骨粗
鬆症薬の投薬状況について

○
み つ い な お こ

満井 尚子1、濱崎 貴彦2、浦頭 由佳1、小川 喜通1、市場 泰全1

NHO 呉医療センター 薬剤科1、NHO 呉医療センター 整形外科2

【目的】超高齢化社会を迎えたわが国において大腿骨近位部骨折は増加し
ており、この原因として骨粗鬆症に対する治療率、治療継続率の低さが指
摘されている。当院のある呉市は高齢化率が約 31％と最も高い医療圏で
ある。これは、日本の 10 年以上先の高齢化社会を歩んでいると考えられ、
当医療圏における骨粗鬆症の治療状況を把握することは非常に重要であ
る。そこで、当院での大腿骨近位部骨折患者における骨粗鬆症の薬物治療
状況について後ろ向きに調査を行った。【対象】2011 年 12 月から 2013
年 11 月に病的骨折、高エネルギー外傷を除く骨粗鬆症性大腿骨近位部骨
折にて手術加療を行った 308 例（男性 70 例、 女性 238 例）を対象とした。
【結果】年齢は平均 81.8 歳（44�99 歳）で、75 歳以上が 255 例（82.8％）、
85 歳以上が 137 例（44.5％）であった。入院時に骨粗鬆症薬の投薬を受け
ていた患者は 62 例（20.1％）、男性 8例、女性 54 例で、年齢別では 90
歳代 22.7％、80 歳代 22.1％、70 歳代 16.2％、60 歳代 17.9％であった。大
腿骨近位部骨折の既往を有する両側骨折例は 34 例（11.0％）で、そのうち
投薬を受けていたのは 7例であった。【考察】当院で手術加療を行った大
腿骨近位部骨折患者において、骨粗鬆症薬の投薬率は約 20％と低かっ
た。大腿骨頚部の骨密度低下と死亡率の間に有意な相関関係があるとの
報告があるが、70 歳代の患者においても投薬率は約 16％と低く、QOL
の維持と今後発生しうる二次骨折予防のためにも個々のリスク要因を考
慮し、より早期に骨粗鬆症治療を開始する必要があるものと思われた。骨
粗鬆症治療は長期的な管理が必要となるため、今後は多職種が協力し、病
院と地域の医療機関が連携した投薬管理が行えるよう体制を整えていき
たい。

O-79-8 HIV感染患者の薬剤選択に対する薬剤師介入
の試み

○
う ち だ り か

内田 里香、押賀 充則、本郷 知世、金田 暁
NHO 千葉医療センター 薬剤科

【緒言】抗HIV療法によってHIV感染症の予後は大きく改善してきたが、
中途半端な内服は治療の失敗に繋がる。内服を長期に継続していくこと
が治療を成功させる必須条件であり、初回レジメンの選択は今後の治療
に大きな影響を与える。そこで当院の服薬指導の現状と新規患者のレジ
メン選択に難渋した一例を報告する。
【方法】抗HIV療法前に医師から連絡を受け、初回指導を行う。患者情報
は服薬アセスメントシートを用いて聴取し、服薬可能な薬剤を提案する。
患者に選択権を与え、服薬の意思を再度確認する。指導後はカルテに指導
した内容について記載した後医師に報告する。
【症例】40 代男性、嚥下状態に特に問題はないが、錠剤の大きさに不安を
抱えている患者の薬剤選択に難渋していた。粉砕や簡易懸濁法のデータ
を収集し、患者と医師に情報提供を行った。液剤や簡易懸濁法の選択は継
続するにあたり手間と時間がかかってしまい長期の継続は難しいと考え
られた。バックボーンドラッグは錠剤の大きさを考え単剤を提案した。
キードラッグは粉砕も可能な薬剤を半分に割って服用する方法を提案し
た。分割方法については錠剤カッターを推奨した。その他トロミ剤の使用
や、苦味防止剤についての紹介も行った。
【結果・考察】面談当初は錠剤の大きさに不安を抱えていたが、服用方法
についてデータを収集し情報提供を行うことで服薬に対する不安感が減
少した。処方については随時院外に移行しているが、指導については調剤
薬局の教育や個室の指導部屋の確保が難しいため現状は院内で指導を
行っている。今後の課題としては院外薬局薬剤師にも教育する場を設け、
更なるチーム医療として患者と関わっていきたい。
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O-80-1 スタッフの精神面の健康管理に対する副看護
師長としての関わりの現状と課題

○
にしはら り え

西原 理枝、上野 裕美、日塔 裕子、日高 浄子、広崎 文恵
NHO 横浜医療センター 看護部

【研究目的】看護師は精神的ストレスが多い事が先行研究で明らかになっ
ている。「部下が自己の健康管理をできるよう指導する」事は副看護師長
の役割の一つであるが、毎年精神的ストレスが原因と想定される離職が
あり健康管理面への関わりが不足していると感じている。そこで副看護
師長が行うスタッフへの精神面の健康管理（以下メンタルヘルス）の現状
と課題を明らかにしたいと考えた。【研究方法】A病院の副看護師長に対
して所属部署のスタッフへのメンタルヘルスに関する質問紙を作成・配
布し内容を質的に分析。【倫理的配慮】個人が特定されないよう質問用紙
は無記名とした。【結果】26 名中 19 名から回収（回収率 73％）。18 名が自
らの役割としてスタッフのメンタルヘルスへの支援を担う必要性を理解
し相談を受けていた。しかし自ら積極的にサポートや声かけをするより、
スタッフから話があれば対応する副看護師長の方が 1.25 倍多かった。受
ける相談内容は主に職場の人間関係、職場環境、体調であった。サポート
上困っている事は主に 1．相談にどのように対応して良いかわからない
2．メンタルヘルスについて学ぶ機会がない 3．相談を受けても解決策がわ
からないであった。【考察】スタッフのメンタルヘルス支援への副看護師
長の役割に対する意識は高いが、多様で複雑なスタッフの悩みに対し、知
識不足や対応方法がわからず困ったり迷っている現状が明らかになっ
た。今後は 1．メンタルヘルスやカウンセリングに関する知識を得る 2．
スタッフの問題を早期に発見し介入するために、また、副看護師長が悩み
を抱え込まずメンタルヘルスを維持するために看護師長・副看護師長と
の連携を強化する事が課題である。

O-80-2 看護管理者が分析したメンタルヘルスケアの
ための一考察

○
さかぐち さ ち こ

坂口 幸子、渡邉 裕美子、菱田 千珠、川口 桂子、鍛治 弘子、
野田 記世、伊藤 文代

国立循環器病研究センター 看護部

【背景】近年、看護の世界に限らず、メンタルヘルスは大きな社会問題と
なっている。「うつ病」の生涯罹患率は高く、特に女性においては 5人に
一人が一生のうちに一度は罹患すると言われている。医療職においてメ
ンタルヘルスの問題は単に労働力の損失にとどまらず、他の職員への影
響、医療事故との関連からも、管理職にとって大きな課題である。平成 25
年度、看護師長会において、メンタルヘルスの病態について学習を深め、
事例を分析したとこから看護師長として、メンタルヘルスケアが必要な
看護師に対する受けとめ方や対応の在り方について検討した。【目的】過
去の事例を分析し、メンタルヘルス障害の傾向と対策を見出す。【方法】
1．文献を読み込み、メンタルヘルスの現状について理解を深める。2．過
去の事例を振り返り分析する。3．分析した結果に基づき、看護管理者と
しての関わり方についてまとめる。【結果】文献から「うつ状態」という
診断書を受け取っても、その病態は異なり「従来型うつ病」「現代型うつ
病」「内因性精神障害」「パーソナリティー障害」の 4種類に分類できるこ
とを理解した。また、それぞれの病態で望まれる対応も異なるということ
を理解した。過去に看護師長が関わった 10 件の事例を振り返りその結
果、「従来型うつ病」2件、「現代型うつ病」2件、「内因性精神障害」2
件、「パーソナリティー障害」2件、情報不足で分類できなかった事例が
2件であった。【まとめ】看護管理者は看護師のメンタルヘルスにあたり、
当該看護管理者の見方で対応するのではなく情報を丁寧に集め、同僚や
上司とともに分析することで病態を正確に捉え、適切な対応につなげる
ことができる。

O-80-3 メンタルヘルス不調病休者に対しての復職プ
ログラム実践報告

○
え ぐ ち た ま み

江口 珠美、永島 妙子、江崎 章子、赤星 誠美
NHO 九州医療センター 看護部

当院では平成 24 年度に管理課と共に原則 3カ月間の復職プログラムを
作成し、平成 25 年度から運用した。数年に亘って、メンタルヘルス不調
を理由とする業務軽減を続けてきた看護師 5名にプログラムを適用し、
各所属病棟で、さらに詳細な復職プログラムを作成し支援した。その結
果、以前より復職が進んだので報告する。【方法】1．当院復職プログラム
について 病気休暇を 2週間以上取得した職員を対象に、復職前に産業
医の面談を受け、復職可能と判断されたら復帰計画に基づき復帰とする。
必ず第 1段階「1日 4時間」からスタートし、1カ月毎に 6時間、8時間と
段階を経て進める。また、各段階終了前に必ず、産業医、管理課、職場長
との面談を実施する。その際、「支援プログラム評価シート」を用いて評
価し、次のステップへ移るか否かを判断する。2．各部署作成のプログラ
ムについて 復帰者本人と話し合い、各部署で週単位～月単位のプログ
ラムを作成。プログラムに沿って勤務を行い、1週間ごとに職場長と面談
し、評価を行う。復帰者本人も完全復職を見据えて計画を立案し、目標を
共有する。【結果・考察】これまでの病休期間が長く復職困難であった 5
事例に対して具体的に週単位や月単位の勤務計画を細やかに立案し調整
した。その結果、個人差はあるが、少しずつ自信に繋がり、それぞれにお
いて業務の拡大がみられた。今回、本人と目標を共有し、個々にあわせて
勤務計画を立案し、産業医、管理課と共に支援していったことは、効果が
あった。

O-80-4 結核病棟に勤務する看護師の職務上のスト
レッサーとそのストレスコーピング行動の特
徴

○
て ん ま ひさし

天満 尚、大塚 志穂、松本 英子、猪田 彰子、小林 美和子
NHO 東京病院 看護部7東病棟

【研究目的】結核病棟に勤務する看護師の職務上のストレスと、その対処
機制であるストレスコーピングを明らかにする。【研究方法】1．研究対
象：A病院の結核病棟に勤務する看護師で本研究への協力に同意が得ら
れた看護師 6名。2．研究デザイン：半構成的面接法による質的帰納的分
析法。3．データ収集及び分析：面接による半構成的質問を展開し、逐語
録から（1）ストレッサーと（2）ストレスコーピング行動についてコード
化し意味内容の類似性からカテゴリー化した。6．倫理的配慮：A病院の
倫理委員会で承認を得た。【結果】看護師の職務上のストレッサーとして、
「結核病棟の良さが見つからない」「N95 装着の義務」「閉鎖病棟で閉塞感
がある」「結核に関する知識・勉強不足」「結核患者特有のインシデント」
「結核病棟に発生しやすい突発的事項」「結核患者の病気の受け止め方、健
康感」の 7つのカテゴリーが抽出された。ストレスコーピング行動として
「気分転換」や「共感・共有」が抽出できた。【考察】経験年数の高い看護
師においては「気分転換」や「共感・共有」といった効果的なコーピング
することで「やりがい」につなげており、このようなコーピングができな
いと「就業意欲低下」の低下につながることが明らかになった。【結論】
看護師のストレスマネジメントにおいては、ストレッサーの軽減と同時
に、効果的なストレスコーピングがとれるような環境を形成していくこ
とが重要性である。



第 68回国立病院総合医学会 519

O-80-5 外来看護師の応援体制における意識調査

○
も り た かおり

森田 芳、滝瀬 智美、藤本 利絵、谷岡 香、山本 智恵美、
和気 敬子

NHO 呉医療センター・中国がんセンター 看護部

【研究目的】外来看護師が応援体制に対しどのように感じているか意識調
査を行い、応援看護師の不安や戸惑いの要因を明確にする。【研究方法】
外来応援体制に対する意識について、1回目は自由記述によるアンケート
調査を行い、2回目は 1回目調査をもとに作成した 4段階リッカート尺度
のアンケート用紙にて調査を行った。基本属性と一次調査の結果を基に
作成した 29 項目をスピアマンの順位相関係数を算出し分析した。【研究
結果】基本属性との相関について、外来看護師経験年数と「応援時、質問
しづらい部署がある」の項目に中程度の負の相関がみられた（r＝�.495）。
「応援に行きたいと思う」という意識と「応援時自分が役に立っている」
（r＝.578）「医師の指示内容がわかる」（r＝.541）などの項目に中程度の相関
が見られた。看護師間については「看護師が忙しそうで声をかけにくい
（100％）」「オリエンテーションの時間が足りない（95％）」の順に多かっ
た。「応援に行くと新しいことが学べる」と肯定的な意見は 92％であっ
た。【考察】応援看護師の不安や戸惑いに対して、計画的なオリエンテー
ションや多忙な時にすぐに対応できる体制作り、看護師間のコミュニ
ケーションを充実させることが大切であると考える。応援に行くために
は事前学習を行い応援部署への準備行動が必要であり、今後各診療科毎
の勉強会を設けるなどで応援体制がスムーズになるのではないかと考え
る。【結論】看護師間のコミュニケーション不足や外来看護師経験年数の
短さが不安や戸惑いの要因に繋がっていた。また応援体制が必要であり
応援に行きたいと思う人はモチベーションも上がり業務に対する肯定的
な意識を持っていることが明らかになった。

O-80-6 外来処置室におけるリリーフ看護職員の戸惑
い

○
ふるしょう い く こ

古庄 郁子、小林 静代、後藤 明香、超猪 裕生、柴田 理枝
国立療養所菊池恵楓園 看護部

【目的】A園の外来処置室におけるリリーフ看護職員の戸惑いについて明
らかにする。【倫理的配慮】研究協力は任意であり参加中断の権利、個人
が特定されない事、プライバシーの保護等を説明し同意を得た。質問紙は
留め置き法により本人の意思で投函できるようにした。【方法】1．対象
者：A園勤務看護職員で外来処置室リリーフ経験のある 78 名、2．研究期
間：H 25 年 6 月～7月、3．データー収集・分析：外来処置室勤務で戸
惑った内容や思い等について記述式質問調査を行い、調査目的に沿って
カテゴリー化した。【結果・考察】有効回答数 51 名で、リリーフ看護職員
が外来処置室において戸惑いを感じていると答えたのは 90％だった。そ
して外来勤務経験がない者は 100％、外来勤務経験者でも 85.7％が戸惑
いを感じていた。また戸惑いの内容は「慣れない中での処置室業務」「外来
看護師への要望」「処置に対する知識、技術不足」「患者との関係」「疑問」の
5つだった。現在行っているリリーフ体制は、固定ではなく日毎に看護職
員は入れ替わる。そのため、リリーフ看護職員はその日の応援という意識
と、状況に応じて動くことができない中で業務をしなければならないた
め「リリーフ体制」そのものに対して戸惑い、受け入れる側との認識の違
いが影響していると考える。【結論】リリーフ看護職員の殆どが外来処置
室勤務に対し戸惑いを感じていた。戸惑いは、看護職員としての経験やA
園外来勤務経験の有無による関係は見られなかった。戸惑いの大半は「慣
れない業務」が原因で、「リリーフ体制」そのものに対する疑問が影響し
ていると伺えた。

O-80-7 新人看護師の病棟配属人数の差によるワー
ク・ライフ・バランス（WLB）への影響―夜勤
開始前後に焦点を当てて―

○
わたなべ ま ゆ こ

渡邊 真裕子、田代 祐子、栄 順子、瀬戸口 敏哉
NHO 鹿児島医療センター 副看護師長研究会

【はじめに】H25 年度にA病院では、前年度より 4倍近くの新人看護師が
採用された。採用人数が多いと同じ病棟に配属される人数も多くなるこ
とから、同期のサポートを受けやすく、WLBがとれるのではないかと考
えた。【目的】H25 年度入職とH24 年度入職の新人看護師の夜勤開始前後
のWLBを比較し、同じ病棟に配属される同期の人数の差によってWLB
に変化をきたすのかを明らかにする。【方法】新人看護師 43 名に対し
WLBに関する調査を、夜勤開始前、開始 1ヶ月後、開始 3ヶ月後（以後、
夜勤前、1ヶ月後、3ヶ月後とする）にアンケートを実施し、開始前と、
開始後のWLBの変化についてH24 年度の結果と比較した。【結果】有効
回答が得られたのは 19 名（有効回答率 44.1％）であった。H24 年度の新
人看護師のデータと比較して、以下の結果が得られた。1．「ワークとライ
フのバランスがとれているか」の質問に対し、「はい」と回答した割合が、
H24 年度の夜勤前 14.3％、1ヶ月後 14.3％、3ヶ月後 28.6％、H25 年度は
夜勤前 0％、1ヶ月後 21.5％、3ヶ月後 10.5％であった。2．夜勤前の休息
の取り方は、H25 年度は「緊張して休息がとれない」と回答した割合が、
夜勤開始 1か月後で 52.6％、3か月後で 42.1％であり、H24 年度と比較し
て高い割合を示した。3．夜勤明けの休息の取り方は、夜勤開始 1か月後
で、「休息なし」と回答した割合が、H24 年度は 37.5％、H25 年度は 5.2％
で、H25 年度の方が夜勤明けに休息をとる割合が高かった。【結論】1．新
人看護師の配属人数の差によって夜勤開始前後におけるWLBの変化は
見られなかった。2．同期の人数が多いと、自分と同期を比較する傾向に
あり、夜勤前は緊張して休息が取れない割合が高かった。

O-80-8 看護師を定年まで続けることができた要因

○
か み や や す こ

神谷 靖子、岩下 厚子、岩田 生湖
国立障害者リハビリテーションセンター病院 看護部

40 代以降の看護師は専門職としての知識や技術など培ったキャリアを
どのように活かしていくか迷いが生じると言われている。A病院では、平
成 25 年度に 40 代以降の看護師が全体の 50％を占めていた。本研究で
は、さまざまな経験をし、定年まで看護師を続けることができた要因を明
らかにする目的で、便宜抽出法により定年退職後の 60 代の 6名に半構成
的面接を行い記述的に分析した。【結果】質的データから以下の 7カテゴ
リーが抽出された。研究参加者は、現役の時には【看護の魅力と仕事の達
成感】が仕事の原動力となり、【良好な職場環境】【仕事をする自分を支え
る存在】が支えになったと語った。一方で【困難や迷いに適応する考え】
【加齢に伴う境遇の受容】【仕事に対する強い責任感】【退職に向けた思い】
を断続的に体験しており、仕事の継続と退職とを表裏に考えるとともに、
仕事への愛着などさまざまな葛藤や迷いが生じながらも現実を受け入
れ、自分を認め、問題を解決し、定年まで全うするに至っていた。【考察】
看護の仕事は人との関わりの連続であり、その関わり合いにおいてパ
ワーを得ることは仕事の継続に繋がっていた。身体的加齢現象を否定せ
ずに捉えながら、肯定的姿勢やそれを認めてくれる人が居る職場環境と、
家族や友人の理解やプライベートな環境がそれぞれ良好であることは、
看護師を継続する上で重要であった。日々変化する医療や看護に、専門性
をもって新しい知識の習得に努め、充実感を得たことも仕事の継続に繋
がったと考えられた。また、退職を一つのゴールと見据えていたことが人
生における区切りや節目となり、定年まで仕事を継続する力になってい
たと考えられた。
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O-81-1 看護職務満足度調査による現状と課題

○
こ し の ひ と み

越野 仁美1、古屋 富士子1、矢部 優子1、山本 史2、間 雅子3、
石川 清美1

NHO 久里浜医療センター 看護課1、NHO 横浜医療センター2、
NHO 信州上田医療センター3

平成 24 年度、独立行政法人国立病院機構の離職率 10.3％に対し、当院の
離職率は 6.4％と低い。その理由として「年次休暇が取得しやすい」、「超
過勤務が少なくワークライフバランスが充実している」ことなどが上げ
られやすいが、それだけでなく他の要因もあるのではないかと考えてい
る。職務満足度の先行研究では「比較的大規模で組織基盤が整備されてい
る病院の看護師（A群）」と「中小規模の民間病院の看護師（B群）」の 2
つに分けて分析している。結果は、両者共に給料を含めた「管理システム」
が高く、次にA群はキャリアを伸ばすこと、B群は職場としての働きやす
さに価値を見出していることがわかった。そこで、久里浜医療センター常
勤看護職員 167 名（総看護師長・副総看護師長・非常勤看護職員を除く）
を対象に、先行研究で使用された既存の調査用紙スケールの「管理システ
ム」「職場の人間関係」「専門職性」「看護師としての自己実現」の項目に基
づいて、職務満足度調査を実施した。その結果、職務満足に影響を与える
要因が明確になり、師長として満足度を向上させる働きかけや指導の方
向性が見いだせたのでここに報告する。

O-81-2 久里浜医療センターに勤務する精神科看護師
のコンピテンシーとセルフ・エフィカシーの
実態と分析

○
とも ゆ う き

塘 祐樹1、赤見 恭子1、平山 明美1、松本 文彦1、中島 百合1、
斉藤 みどり1、森住 亮二1、間 雅子2、石川 清美1

NHO 久里浜医療センター 看護課1、NHO 信州上田医療センター2

平成 16 年に出された「精神保健医療福祉の改革ビジョン」には、「入院
医療中心から地域生活中心へ」という基本方針に基づいた具体的な方向
性が示されている。平成 21 年には精神保健医療福祉の更なる改革に向け
て、精神障害者の地域生活を支える機能（訪問診療・訪問看護など）を中
心とする体制への取り組み、精神医療の質の向上、地域生活支援体制の強
化など精神医療を取り巻く環境が急激に変化している。そのため、精神科
看護師もその変化に対応できる能力の向上が求められている。当セン
ターで勤務する看護師は 173 名で平均年齢は 45.0 歳、看護師経験 10 年以
上のスタッフが半数以上を占めている。院内教育や自己研鑽、経験を重ね
る中で適切な患者対応や看護ケアが行われており精神科看護のスキルは
高くなっている。しかし、経験豊かな看護師においても自己評価が低く自
信のなさが見受けられる人もいる。そのような背景のもと、看護師がもっ
ている能力を可視化するのが難しく指導の困難さを感じている。また、人
を育てる時に必要な内発的動機づけを高めるためにはセルフ・エフィカ
シーが重要であると言われているが日々の指導に活かされていないのが
現状である。そこで今回、山根らが開発した精神科領域で働く看護師のコ
ンピテンシーを評価する尺度と一般セルフ・エフィカシー尺度（以下、
GSES）を用いて当センターに勤務する看護師のコンピテンシーの特徴と
セルフ・エフィカシーの実態を分析し、効果的な指導方法を明確にした
いと考え研究に取り組んだ。

O-81-3 働き続けられる職場作りを目指して～2交
替・3交替夜勤選択制を導入して～

○
こばやし まこと

小林 誠
NHO いわき病院 看護課

（目的）東日本大震災以降、看護師確保が困難な状況が続いている福島県
沿岸部にあるA病院にとって、職員の離職防止は急務である。A病院に
勤務する看護師は子育て世代が多い。A病院のB病棟の夜勤体制は三交
替勤務制を採用していたが、特に乳幼児を抱えた職員には月 8回の夜勤
と早出・遅出勤務は仕事と子育てとの両立という面からは身体的・精神
的・社会的負担となっていた。今回、職員から声を受け個々のライフスタ
イルに合わせてどちらかの夜勤を選択できる二交替・三交替夜勤選択制
を導入した。夜勤体制を変更したことがおよぼした影響を調査し働き続
けられる職場作りの一助とする。（方法）看護師 20 名・准看護師 1名に二
交替・三交替それぞれ対象別にアンケート調査を実施（結果）二交替・三
交替夜勤選択制を導入した直後に実施したアンケート調査では業務変更
に伴う混乱が見られていたが、患者・職員共に概ね好評（80％以上）とい
う結果が得られた。また一つの病棟全体で発生していた超過勤務は 20
時間程度減少した。職員個々の生活様式に合わせて二交替・三交替夜勤
を選択できる勤務体制により仕事だけでなく生活面でもゆとりが生ま
れ、ワークライフバランスの実現に近づいた。（結論）患者の生活様式と
同様、看護師の生活様式も変化を続けている。職員個々が自分の生活様式
に合わせて選択できる職場環境はこれからの看護師確保の重要なポイン
トになり得る。二交替・三交替夜勤をライフスタイルに合わせて選択で
きることは生活にゆとりがうまれ今後の離職防止に効果的である。いか
に患者の満足度を低下させずに働き続けられる職場環境を作り上げてい
くか、引き続き検討していきたい。

O-81-4 循環器専門病院における育児支援

○
にしむら ゆ み こ

西村 由美子、伊藤 文代
国立循環器病研究センター 看護部

当センターは、高度専門医療研究センターとして、循環器病に特化した
専門病院である。全国から看護師が集まり勤務している当院では、育児支
援者がいなく、結婚や子育てを理由に離職する看護師が多くいた。子育て
支援のあり方として、一人一人のワークライフサイクルを理解し、育児短
時間の勤務者に夜勤を導入するなど、制度を使いながら多種多様な勤務
形態を提案し、実践していることを報告する。現在、平成 26 年 5 月現在，
育休復帰者は 54 名在職し、全て病棟配置をしている。育児支援を受けな
がら勤務している看護師に働き方の現状を聞き取り調査した結果、育児
短時間で夜勤を行っている看護師は「夜勤をすることで他のスタッフの
負担を少しでも軽減できると思う」「夜勤をすることで自分の経験値も上
がる」「夜勤をすることで勤務時間を集約できるので子育ての時間を多く
もてる」などの意見があった。このことは、勤務時間は短くても同じよう
に 24 時間の看護を行っているという思いをもち、看護のやりがいや看護
観の育成に重要な体験をしていると考える。また、従来の常態化していた
育児復帰者の、外来配置という意識を撤廃し、育休復帰時は病棟配置と意
識改革を行った。病棟配置により、多くの看護ケアを積み重ねることで子
育てによるキャリアスキルの遅れを生じさせないと考える。また、結婚や
育児などの社会経験が患者の看護に役立っていると聞き取りした全員が
話していることから、専門病院として経験値の豊かな看護師を一人でも
多く勤務できるようにするのは看護の質を維持する為には重要であり、
今後も多様な育児支援を考案しながら、質の高い専門的な看護の提供を
行っていきたい。
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O-81-5 当院内視鏡センターにおける業務分担の問題
点と課題～臨床工学技士の専門性～

○
あ さ ぎ や み さ と

浅黄谷 美里、藤川 幸司、高森 晴美、田中 仁美、伊藤 有希子
NHO 北海道がんセンター 内視鏡センター

【背景・目的】当院内視鏡センターでは検査・処置・手術の増加に加え、
小腸・大腸カプセル内視鏡導入、高齢者や鎮静剤使用者の増加により
量・質ともに負担が増し、機器管理もより複雑になっている。安全確保と
効率化のため平成 23 年度より臨床工学技士（以下CE）、平成 25 年度から
洗浄業務の看護助手を導入したが、CEの専門性が十分発揮されていない
のが現状である。そこで現時点の問題点を明らかにし、CEが専門性を発
揮できる環境を整えることを目的とした。【方法】対象：当センター看護
師 7名（含；内視鏡技師 3名）、CE4 名。調査方法：全員に質問紙調査を
実施した。分析方法：回答内容を類似性に基づき分類し、問題点をカテゴ
リー化して分析した。【結果】「CEが内視鏡業務で専門性を発揮できてい
るか」は、「どちらともいえない」25％、「あまり感じない」75％であり、
「看護師が他職種の介入により看護に集中できる環境ができたか」は、「感
じる」14％、「まあまあ感じる」72％、「どちらともいえない」14％であっ
た。問題点は、1．知識不足、2．専門分野の見直し、3．情報交換不足、
4．スタッフ育成環境の不備、5．管理体制の不十分の 5つに分類された。
【考察】看護師はCEの介入で看護に集中したと実感できたが、CEは専門
性を発揮できていないと感じた。個々がスキル不足を実感しており教育
が重要と思われた。特に、CEのための教育チェックリストはなく、教育
プログラムの構築が必要であった。他職種の特徴についてお互いの理解
不足も問題であり、情報共有が必須と考えられた。【結語】CEに対する教
育チェックリストが必要である。センター内での多職種間の情報共有を
密にする必要がある。

O-81-6 看護師確保の展望―3年間の看護師確保活動
を通して―

○
はやし ひ さ こ

林 尚子
NHO 豊橋医療センター 看護部

［目的］3年間における看護師確保に関連する活動とその結果を検討し今
後の確実な看護師確保に繋げること。［方法］1）看護師確保計画の立案・
実践 2）具体的な確保策を年度別にまとめる。3）1）2）の結果においての
説明会数、参加学生数、新採用者数、離職率などを比較検討する。［当院
の概要］豊橋病院と豊橋東病院と統合し平成 17 年 3 月豊橋医療センター
となる。ICU、緩和ケア病棟を有する 414 床の急性期型の総合病院である。
平成 20 年 3 月に豊橋医療センター附属看護学校が閉校となったが、愛知
県東三河地区の慢性的な看護師不足もあり平成 21 年 4 月に創造大学保
健医療学部看護学科が開設された。しかし、22 年以降採用はあるが退職
者、病気休暇者も増加傾向となり看護師不足が深刻化した。［結果及び考
察］23 年度は看護師確保のための土台作りの年と考え、院内外の広報活
動、パンフレットの再作成、DVDの再作成、看護学校訪問（近隣・九州）、
企業の説明会への参加と多くの時間と費用を費やした。さらに看護部の
売りである 1年目教育計画を見直した。24 年度はその教育計画を中心に
した内容を目玉とし説明会、学校訪問など実践した。学校訪問は近隣の学
校とし、企業の説明会への参加回数を増やし看護部長自らすべて行った。
その結果採用者及び新卒者は増となり離職者が減少した。25 年度は、24
年度と同様新人教育を目玉として多くの人に説明した。前年度より新規
採用者、新卒者は増となった。［結論］看護師確保には、1）宣伝や広報活
動を諦めずに継続し目玉となる内容を説明する。2）看護部長は説明者と
して活動する。3）説明者のパフォーマンス能力と熱意が必要である。

O-82-1 TrueBeamとClinac iX との位置照合の精度
検証

○
かみかじ しゅうへい

上梶 秀平、伊勢谷 昌士、中島 聖、芝田 祥宏、三浦 悠記、
中川 拓也、片平 俊善、石川 理絵、岡本 裕之、脇田 明尚、
中村 哲志、加藤 融、阿部 容久

国立がん研究センター中央病院 放射線治療科

【目的】新しい放射線治療装置のTrueBeam（varian 社）は画像誘導を行
う際、0.1 mm単位で位置照合ができる。これに対し 1 mm単位で位置照
合が可能なClinac iX（varian 社）との位置照合の精度に相違があるかを
検証した。【方法】キューブファントム（以下キューブ）（varian 社）を使っ
て検証した。キューブ上に貼付したマーカ（中心からガントリ 270 度側に
10 mm、足側に 20 mm、天井側に 10 mm）をアイソセンタに合わせ、
キューブの中心からずらし、kVs を用いて 0度と 90 度で撮影して 2D�2
D match を行った。これを 15 回行い、位置照合後に再度 kVs で撮影して
得られるキューブ中心のBB球に対する画像中心の変位を取得した。得
られた変位の平均値と標準偏差を算出し、これを上記と同様の方法で得
たClinac iX のデータと比較した。【結果】各装置の照合後のBB球に対す
る画像中心の変位の平均±標準偏差、最大偏差は、TrueBeamで Lat；
（0.05±0.05 mm、－0.1 mm）、Lng；（0.15±0.06 mm、－0.3 mm）、Vrt；
（0.02±0.04 mm、0.1 mm）となった。Clinac iX では Lat；（0.34±0.42 mm、
－1.0 mm）、Lng；（0.40±0.50 mm、1.2 mm）、Vrt；（0.29±0.40 mm、0.8
mm）となった。2つの装置から得られたBB球に対する画像中心の変位
の分散に有意差が認められた。【結論】TrueBeamは Clinac iX に比べ BB
球に対する画像中心の変位の標準偏差が小さく、精度の高い位置照合を
行える。

O-82-2 head & neck shell における「Ears Map-
ping」の有用性について

○
せきざわ みつのり

関澤 充規1,2、遠藤 直樹1、成田 行治1、小林 浩明2

NHO 函館病院 放射線科1、NHO 北海道医療センター2

【目的】当院では頭頸部照射において頭部用または頭頸部用シェルを治療
計画用CT撮影前に作成し、固定再現性を担保している。わたしたちは今
回、シェル・フィッティッグ精度の向上を目的としたシェル使用時の
Ears Mapping について報告する。使用器具：1、BIONIX社製シェル固定
台 一式 2、（株）村中医療器 klarity 頭部用固定シェルU型並びに 100
mm延長シェル 3、水槽式シェル加温器 4、マジックインキ 方法手技に
ついて：イ、シェル作成時のシェル冷却固定確認後、シェルを外す前に進
展し網目状となったシェル側頭部分に両耳介の外輪郭をマジックインキ
で可能な限りプロットし記録する。ロ、治療計画CT、治療前のシェル装
着時にシェルにプロット記録した位置と臥床した耳介の位置を一致させ
てからシェル装着を行う。【評価】A，照射位置確認のライナックグラ
フィーを用いて頭部とシェルの密着性を視覚評価した。B、シェル装着の
操作回数についてカウントした。C，治療計画位置と照射位置の一致性を
評価した。【結果】単回のシェル装着操作で顔面の固定位置一致が確認出
来、ライナックグラフィー上でも良好なフィット性が確認できた。シェル
作成時に両耳介外輪郭プロットを行い、シェル再装着時にこのプロット
位置を体軸方向の位置再現ガイドとする「Ears Mapping」は固定位置精
度向上に有用な方法と考える。
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O-82-3 当院における金属アーチファクト低減アルゴ
リズムの使用経験

○
とちない たく

栃内 拓、淺井 博之、有路 貴樹
国立がん研究センター東病院 放射線治療科

＜背景＞CT撮影における口腔内金属や人工骨頭などから生じる金属
アーチファクトは治療範囲同定の障害となっている。また、それらの材質
も様々である。＜目的＞異なる材質の吸収体を金属アーチファクト低減
アルゴリズムを用いて撮影し、アーチファクト低減の程度を検討、臨床的
使用について評価した。＜方法＞電子密度ファントム内に吸収体 5
cmΦ×5cm×10cm（水、鉛、鉄、造影剤）を挿入し、それぞれ金属アー
チファクト低減アルゴリズムありなしでCT撮影を行った。ファントム
の中心から 5cm離れた 4点を測定点としてCT値を測定した。水のCT
値を基準としてアーチファクトによるCT値の変動を比較した。次に、
アーチファクト発生箇所のプロファイル曲線を測定した。またアーチ
ファクト低減の程度が大きかった吸収体について人体ファントムを用い
て撮影し画像への影響を検討した。＜結果＞それぞれの吸収体において
金属アーチファクト低減アルゴリズム使用による効果が見られた。鉛を
用いた場合において著明でCT値を用いて水と比較した結果、アルゴリ
ズムありなしでCT値が約 13 倍の差が見られた。また、人体ファントム
においてもアーチファクトにより観察できなかった人体ファントムの構
造が観察しやすくなった。＜考察＞高原子番号の吸収体ほど金属アーチ
ファクトの低減効果が大きかった。画像処理の流れとして吸収体のサイ
ノグラムを抽出していることから高吸収な物質ほど水との鑑別が容易と
なることが影響したと考える。＜結論＞金属アーチファクト低減アルゴ
リズムの使用により金属アーチファクトは低減され、治療範囲の同定に
有用であった。

O-82-4 モンテカルロ法の線量計算パラメータがアイ
ソセンタ線量や線量分布に及ぼす影響

○
い け だ つよし

池田 剛、高山 俊太、村上 幸一、三品 昌仁、佐藤 弘教、
遠藤 晃子、奈良崎 覚太朗、東 英世、佐藤 明弘

NHO 仙台医療センター 放射線科

【目的】モンテカルロ法の線量計算パラメータである Spatial Resolution
（空間分解能）やMean Variance（平均分散）の臨床上最適な設定条件を
求めるためにアイソセンタ線量と線量分布の評価から検討を行った。
【方法】前立腺 IMRT患者 10 名の線量検証データを用いて、モンテカルロ
法の線量計算パラメータである Spatial Resolution やMean Variance の
アイソセンタ線量や線量分布への影響（GA : Gamma analysis pass rate、
DD : Dose difference pass rate）と計算時間を求めた。Spatial Resolution
やMean Variance の臨床上最適な設定条件を求めた。
【結果】Spatial Resolution は計算サイズ（mm）が小さいほどアイソセン
タ線量のばらつきが小さくなる。Mean Variance は小さい値（％）ほどア
イソセンタ線量のばらつきは小さくなる。GA（％）、DD（％）は、Mean
Variance が小さくなるほど評価は高くなった。しかし、計算時間は、Spa-
tial Resolution（Mean Variance 2％）を 3mmから 2mmへ変更するだけで
約 3.1 倍（約 13 分）、Mean Variance（Spatial Resolution 2mm）を 2％か
ら 1％に変更するだけで約 3.8 倍（約 51 分）かかる。
【結論】臨床上利用できる最適な設定条件は、アイソセンタ線量のばらつ
き、線量分布計算の評価及び計算時間を考慮すると Spatial Resolution 2
mm、Mean Variance 2％が最適である。

O-82-5 肺がんの体幹部定位放射線治療における線量
処方法の比較

○
い け だ つよし

池田 剛、村上 幸一、三品 昌仁、奈良崎 覚太朗、佐藤 弘教、
高山 俊太、遠藤 晃子、東 英世、佐藤 明弘

NHO 仙台医療センター 放射線科

【目的】肺がんの体幹部定位放射線治療（SBRT）において、モンテカルロ
法による Isocenter 処方とD95 処方の優劣が未だ解明されていないの
で、レトロスペクティブに患者プランの再計算を行い比較検討した。
【方法】肺がん SBRTによる 31 名のプランを用いて、モンテカルロ法によ
る Isocenter 処方とD95 処方の優劣を解明するため、レトロスペクティ
ブに再計算を行い比較検討した。検討内容は、MU増加の割合（％）、PTV
の最小線量（Dmin）及び最大線量（Dmax）、PTVに対する線量収束性
（CI）、肺体積における 20Gy 以上照射される体積の割合（％）：V20、PTV
の Volume 変化に対するDmin、Dmax、V20 の関係についてである。
【結果】MUは Isocenter 処方に対してD95 処方が約 8.2％増加した。
Dmin は Isocenter 処方が約 86.1％、D95 処方が約 93.1％であった。Dmax
は Isocenter 処方が約 108.3％、D95 処方が約 117.2％であった。CI は
Isocenter 処方が 1.3、D95 処方が 1.7 であった。V20 は Isocenter 処方が約
8.8％、D95 処方が約 9.7％であった。両処方において、PTVの Volume
が大きくなるほどDmin が減少、Dmax が増加、V20 が増加する傾向で
あった。
【結論】今回の結果から、肺がん SBRTにおいてモンテカルロ法による
Isocenter 処方とD95 処方に優劣をつけることはできなかった。線量処方
法の選択は、過去の臨床結果も考慮して慎重に選択する必要がある。

O-82-6 前立腺癌の陽子線治療における照射室内CT
撮影後のDR画像の必要性

○
ら ち と し や

良知 寿哉、木藤 里恵、秋田 経理、茂垣 達也、菅原 光、
浅井 博之、大石 智映、道前 武、秋元 哲夫

国立がん研究センター東病院 放射線治療科

【背景・目的】当院の陽子線施設では、初回前立腺患者に対し、照射室内
（ガントリの外）にあるCTを用いて三次元照合が行われる。その後、治
療ビームと同軸に設置されたDR装置にて二次元的な骨照合を 1mm以
内の精度で行う。この際CT撮影位置からDR撮影位置まで寝台を動か
す必要がある。これらの流れから、CTと DR撮影位置までの寝台移動精
度、DR位置照合の術者による相違、患者の動きによるズレが生じてしま
う。本研究ではこれらを定量化し、CT後のDR撮影の必要性を確認した。
【方法】対象は前立腺の陽子線治療を行った 24 症例。CTによる三次元照
合後、寝台を移動し、DRの二次元照合によるズレ量を測定した。この
XYZの三軸について、平均値と標準偏差を算出した（1）。Pitch と Yaw、
Roll については、三次元照合とほとんど差がないため考慮しなかった。ま
た寝台にファントムを置き、CT撮影位置からDR撮影位置へ移動させる
ことで寝台移動精度も確認した。これも同様に平均値と標準偏差を算出
した（2）。【結果】寝台移動精度の（2）において、X・Y・Z軸のズレは
それぞれ 0.06±0.42、�0.11±0.35、�0.10±0.29 mmとなった。これらをDR
の移動量である（1）から差し引き、標準偏差を 3σとすると、それぞれ
0.60±3.27、0.06±2.33、0.22±4.33 mmとなった。【考察】（2）の結果から
寝台の移動精度の影響は小さく、主に術者間の相違と患者自身の動きが
原因と考えられる。おおよその患者を含むように 3σとして考えた場合、
すべての軸において（2）から（1）を引いた不確かさは 1mmより大きく
なった。そのため、DRの撮影は最初と寝台移動後の少なくとも 2回以上
が必要であると考えられる。
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O-83-1 抗真菌薬ボリコナゾールの薬物動態が予測を
超える変化を示した症例

○
やまがた しんいち

山形 真一1、上野 拓也2、大石 博史1、矢口 武廣1、大神 隆行1、
澤部 俊之2、冨澤 達1

NHO 別府医療センター 薬剤科1、NHO 別府医療センター 呼吸器内科2

【背景・目的】ボリコナゾール（VCZ）の血中濃度と効果・毒性には関連
性があり、血中濃度を有効域内で推移させることが求められる。またその
薬物動態の個人差は大きく、投与量の調節はトラフ濃度を観ながら行な
われる。VCZの薬物動態は非線形で、投与量を 2倍にした場合に、血中
濃度は 3�4 倍となることが示されている。今回、1.2 倍の増量に対して血
中濃度が 4.1 倍と大きく上昇し、肝障害が惹起された症例を経験した。さ
らに、減量した際の濃度低下の程度が、増量に対する濃度上昇程度と異な
る症例を経験したので報告する。【患者と経過】慢性壊死性肺アスペルギ
ルス症の患者に対して、まずVCZの静脈内投与（div）を 2週間行い（負
荷量；250mg×2�日、維持量；170mg×2�日）、ついで経口投与（po）200
mg×2�日へ変更した。div 時の定常状態時（day15）トラフ濃度 1.3μg�mL
に対し、po でのトラフ濃度（Day44 ; po への変更から 30 日目）は 4.1μg�
mLへと上昇した。この時、肝逸脱酵素が上昇したため、用量を 100mg×
2�日へ減量し継続投与した。減量後のトラフ濃度は（Day61；減量後 17
日目）0.96μg�mLと約 77％低下した。この治療により、症状、CT上の陰
影は消失し感染症の再燃なく経過している。【考察】本症例ではCYP�
modulator の併用も無く、投与量に対する血中濃度の特異な変化の原因
は不明ではあるが、既報のデータからは予測不可能な血中濃度変化を示
す症例の存在が示された。これより、VCZの投与量を増減した際には、
その大小に関わらず適切なTDMを行なうことが必要となると考えられ
た。

O-83-2 脳腫瘍術後に発症し、多種類の多剤耐性菌を分
離し治療に難渋した院内肺炎の1例

○
おおつき みつのぶ

大槻 光伸1、藤本 源1、岡野 智仁1、西井 洋一1、井端 英憲1、
大本 恭裕1、田中 淳子2、北村 政美2、種村 浩3、霜坂 辰一3

NHO 三重中央医療センター 呼吸器科1、
NHO 三重中央医療センター 循環器科2、
NHO 三重中央医療センター 脳神経外科3

【症例】69 歳、女性【主訴】発熱・呼吸困難【現病歴】201X年 9 月中旬か
ら嘔気・食欲不振があり、10 月 X日に当院受診し、精査で小脳橋角部に
腫瘤性病変を認めた。腫瘍摘出術術後 2日目に抜管されたが、術後 3日目
に酸素化が悪くなり院内肺炎と診断した。CEZの投与開始したが効果な
く、術後 7日目に呼吸不全で再挿管となり同日呼吸器科に転科した。【経
過】抗生剤を IPM�CS に変更したが改善乏しく、喀痰検査で Stenotropho-
monas maltophilia を分離し、ST合剤耐性と判明したため PZFXを開始
した。炎症反応は改善したが、CXP所見で陰影が残存するため、器質化
肺炎を疑い PSLを投与したが改善しなかった。その後、気管内痰から
MRSAを分離したのでVCMを投与し、更に Serratia marcescens を分離
したためにAMKを追加投与した。Pseudomonas aeruginosa も分離した
が、炎症所見も肺野陰影も改善していたため colonization と判断し、院内
肺炎は治癒したと判断した。【考察】院内肺炎は患者の基礎疾患の状態や
複数の起炎菌感染などで病態が複雑化しており、治療に難渋することが
多く、予後も不良である。更に ICU管理例や人工呼吸管理例では多剤耐
性菌感染があり、抗生剤の選択に苦慮することが多い。本例は ST合剤耐
性の S.maltophilia をはじめ複数の耐性菌を検出したが、適宜抗生剤を変
更・追加することにより難治性の院内肺炎から救命できた 1例である。
喀痰検査で分離された微生物が肺炎の起炎菌なのか口腔気道常在菌なの
か判断は難しく、しかも複数の抗生剤投与後の原因菌の推測は容易では
ない。本例は多種類の多剤耐性菌を分離する院内肺炎治療に際して示唆
的な症例であり、若干の考察を加えて報告する。

O-83-3 好酸球性肺炎、嚢胞内液体貯留を合併した慢性
肺アスペルギルス症の1例

○
さいとう たけふみ

斎藤 武文1、乾 年秀1、中澤 真理子1、中嶋 真之1、
兵頭 健太郎1、金澤 潤1、櫻井 啓文1、根本 健司1、
高久 多希朗1、大石 修司1、林原 賢治1、深井 志摩夫2

NHO 茨城東病院 内科診療部 呼吸器内科1、NHO 茨城東病院 名誉院長2

慢性肺アスペルギルス症は局所防御能が低下した肺気腫、肺線維症等、既
存肺病変に続発することが知られる。肺嚢胞感染の原因菌としてアスペ
ルギルスは広く認識されていないことから、同菌による好酸球性肺炎、嚢
胞内液体貯留を合併した症例を経験したので報告する。【症例】56 歳、男
性【主訴】発熱、右胸痛【現病歴】38℃の発熱と右胸痛が出現した。近医
を受診し胸部X線で右肺に浸潤影を指摘された。抗菌薬投与で改善なく
数日後、当院を紹介受診された。右肺に浸潤陰影と液面形成を伴った巨大
肺嚢胞を認めた。血液検査では著明なCRP上昇を認めたが、喀痰からは
明らかな原因菌を検出し得なかった。抗菌剤投与投与と共に炎症反応は
改善したが、陰影は不変であり、2カ月後に陰影は悪化を示した。再増悪
時に初診時陰性であったアスペルギルス抗体が判定保留になり、気管支
肺胞洗浄では細胞数が増加し、81％は好酸球であり、嚢胞穿刺液では好酸
球増加と共にアスペルギルス抗原が著明に高い値であった。以上より好
酸球性肺炎、嚢胞内液体貯留を示した慢性肺アスペルギルス症と診断し
た。抗真菌剤、ステロイド投与により著明改善し、現在、経口抗真菌剤を
継続中である。伊藤らの既存の肺嚢胞にアスペルギルスが感染した 14
例の検討では、血清 β�D�グルカン、アスペルギルス抗原陽性例はそれぞ
れ 1例、喀痰検査でアスペルギルス陽性となったのは 3例のみであり、11
例が外科的処置後に診断されている。好酸球性肺炎、嚢胞内液体貯留を合
併した肺アスペルギルス症の 1例を報告した。感染性肺嚢胞、好酸球性肺
炎の鑑別疾患としてアスペルギルス症を念頭におくことが重要である。

O-83-4 MAC症治療中に再生不良性貧血を併発し，
MAC症・再生不良性貧血共にコントロールし
得た症例

○
みずたに たけふみ

水谷 武史1,2,3、朴 智栄1、神谷 悦功1、中川 拓2、小川 賢二2、
間宮 均人3

NHO 東名古屋病院 血液・腫瘍内科1、NHO 東名古屋病院 呼吸器内科2、
NHO 東名古屋病院 総合内科3

本邦における肺非結核性抗酸菌症の中でMycobacterium avium Com-
plex によるもの（MAC症）は増加傾向にありかつ難治性である．MAC
症は免疫不全患者のみならず健常者でも罹患するが，今回MAC症の治
療中に再生不良性貧血を発症したが，両疾患とも制御し得た症例を経験
したので文献的考察を含め報告する．
症例は 62 歳女性．2012 年 4 月に喀痰の増加を自覚．4月末に近医検診に
て右中肺野の空洞病変および左陰影の悪化を指摘され喀痰検査にてM.
avium が検出．5月下旬当院呼吸器内科初診．MAC症としてリファンピ
シン（RFP）＋エタンブトール（EB）＋クラリスロマイシン（CAM）内服
開始し，その後画像は改善傾向となるが排菌は持続．7月下旬になり，末
梢血血小板 70,000�μl に減少．RFPを中止して 2週後再検したが，白血球
2600�μl，ヘモグロビン 9.9g�dl 血小板 52,000�μl と汎血球減少を認め，血
液内科紹介受診．RFP＋EB＋CAM中止し 8月 15 日に骨髄検査を施行．
再生不良性貧血と診断し 8月 28 日精査加療目的に入院となる．
入院後，抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン（ATG）とシクロスポリン
A（CyA）内服治療を開始した．治療経過中随時G�CSF 製剤，赤血球・
血小板輸血を要した．MAC症に対してCAMと EB内服は継続した．11
月に右上葉の陰影が増悪し，MAC症の増悪または肺アスペルギルス症の
合併を疑いシタフロキサシン（STFX）とイトラコナゾールゾール内服を
追加．肺陰影は軽快し 11 月 28 日退院した．その後 STFX＋EB＋CAM
内服と CyA内服，G�CSF 製剤の随時注射のみでMAC症も再生不良性
貧血も再燃を認めない．
再生不良性貧血に対するATGと CyA投与はT細胞を中心とした細胞
性免疫の抑制を目的とした治療であるが，本症例では経過中MAC症の
著しい増悪なく治療することができた．
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O-83-5 治療として切除を選択した肺MAC症の3例

○
た か く た き お

高久 多希朗、乾 年秀、中嶋 真之、中澤 真理子、
兵頭 健太郎、櫻井 啓文、金澤 潤、根本 健司、大石 修司、
林原 賢治、齋藤 武文

NHO 茨城東病院 内科診療部 呼吸器内科

肺MAC症の中には内科的治療に抵抗性を示し、予後不良な難治例があ
る。ATS�IDSAガイドライン、日本結核病学会の指針では外科治療の適
応とすべき病状について一定の基準を示しているが、どの症例にどのタ
イミングで外科治療を行うべきか判断が難しいのが現状である。今回、治
療として切除を選択した肺MAC症 3例について考察を加え報告する。
【症例 1】61 歳女性。喀痰にてM.aviumが検出されCAM、EB、RFPで治
療を行い、後にCAM耐性が判明。その後の喀痰でも培養陽性も持続して
いた。右中葉切除術を施行し、術後も化学療法を継続、その後の画像では
悪化は認めていない。【症例 2】20 歳女性。胸部単純XPで右中肺野に結
節を認めた。気管支鏡検査を施行したところ、気管支洗浄液よりM.avium
陽性となり孤立結節型肺MAC症の診断となった。化学療法を術前 4ヶ
月施行、陰影はやや改善したが残存しており、胸腔鏡下右上葉部分切除術
を施行した。術後は合併症なく経過し、化学療法を 3カ月継続し終了と
なった。【症例 3】55 歳男性。M.aviumの診断で長期間の化学療法を開始
していたが、培養陽性が持続し、肺の陰影も徐々に悪化していた。右上葉
＋S6 合併切除を施行。現在も化学療法を継続しているが陰影の悪化や再
排菌は認めていない。

O-83-6 肺Mycobacterium avium complex（MAC）
症診断における気管支洗浄液中の polym-
erase chain reaction（PCR）検査の意義

○
い ち き ひらく

市木 拓、渡邉 彰、植田 聖也、佐藤 千賀、阿部 聖裕
NHO 愛媛医療センター 内科

【背景】非結核性抗酸菌症診断に関する指針�2008 年（日本結核病学会非結
核性抗酸菌症対策委員会・日本呼吸器学会感染症・結核学術部会）の中
で，「検体直接核酸増幅法陽性は菌種同定に有用であるが，培養陽性の代
わりにはならない」とされている．【目的】気管支洗浄液検査でのMAC�
PCR検査陽性の意義について検討する．【対象】2006 年～2013 年の間，胸
部画像で小結節気管支拡張型の所見を呈し，診断のために気管支洗浄液
検査中のMACに対する培養，PCR検査が実施された症例のうち，そのい
ずれかが陽性であった 91 例（男性 20，女性 71 例，年齢中央値 68 歳）を
対象とした．【成績】PCR陽性かつ培養陽性でMAC症と診断可能 84 例，
PCR陽性だが培養陰性 3例（うち 1例は喀痰 17 回検査でMAC症と診
断，他の 2例は経過からMAC症が疑われたが確定できず），PCR陽性だ
が腐敗のため培養不成功 1例であった．以上から，PCR陽性 88 例中
MAC症と診断できたのは 85 例（洗浄液 84，喀痰 1例），97％で，残り
3例は疑い例にとどまり診断確定できなかった．なお，PCR陰性であった
が培養陽性でMAC症と診断できた症例が 3例（MIGIT のみ陽性， 3col，
5col 各 1 例でいずれも菌株を PCRで同定）あった．【結論】気管支洗浄液
でのMAC�PCR検査陽性例は，肺非結核性抗酸菌症の診断基準を満たす
例がきわめて多いが 100％とはいえず，PCR陽性をもって培養検査に代
用させることはできなかった．しかし，PCR陽性であれば培養陰性でも本
疾患の可能性が高い症例として抽出できるという意義はある．

O-83-7 当院における非結核性抗酸菌（NTM）検出例と
当科でのNTM疑い病名例の臨床所見の検討

○
つばきはら もとふみ

椿原 基史、須藤 成人、小嶋 亮太、後藤 秀人
NHO 横浜医療センター 呼吸器内科

【背景・目的】NTM症の診断については肺結核、びまん性汎細気管支炎、
塵肺症などの鑑別疾患も多く、菌の検出がなされていても診断基準を満
たさない症例も見られる。また環境などNTM症発症の危険因子につい
てもいまだ不明な点が多い。当院でのNTM症例の診断の現状とその臨
床所見について検討した。【対象】2012 年 4 月～2013 年 3 月に当院初診で
NTMが検出された 54 症例。また同期間に当院呼吸器内科でNTM感染
症（疑い）の病名がついていながら菌の検出がされていない 48 症例。【方
法】観察項目；1．各症例について；年齢、性別、BMI、既往歴、喫煙歴、
環境危険因子（土壌暴露歴など）、病型、病巣の拡がり、喀痰検査施行回
数、気管支鏡検査施行の有無。2．NTM検出例について；菌種、塗抹号数、
培養コロニー数、薬剤感受性検査の有無、2008 年診断基準合致時期。以上
について後方視的に調査した。【結果】NTM検出例とNTM疑い病名例の
背景因子・臨床所見の比較では、喀痰検査施行回数や気管支鏡検査の施
行の有無に差が見られた。男女比、年齢、喫煙歴、病型、拡がりについて
相違を認めなかった。検出菌種の頻度ではMACが 42 例あり、その中で
診断基準合致例は 20 例、病型分類では、結核類似型 6例、結節・気管支
拡張型 14 例で、感受性検査の施行例は 7例、治療開始例は 10 例であっ
た。【考察】積極的な治療適応の判断が困難な疾患ではあるが、NTM症の
診断と治療には、CT画像、喀痰検査の繰り返し、気管支鏡検査施行といっ
た通常の検査と経過観察と、環境暴露要因・重複感染・免疫学的所見な
どの積極的な調査が必要と考える。

O-83-8 当院における過去5年間の非結核性抗酸菌症
患者の検討

○
やまりょう たけし

山領 豪1、延末 謙一1、黒木 麗喜1、川上 健司1、本田 章子2、
室内 舞子3、青木 伸樹3、江角 誠3

NHO 長崎川棚医療センター 呼吸器内科1、
NHO 長崎川棚医療センター 感染症内科2、
NHO 長崎川棚医療センター 臨床検査科3

【背景】非結核性抗酸菌は土壌や塵埃、水系など自然界に広く分布してい
る。呼吸器や皮膚・軟部組織に感染することが多く、免疫不全患者では播
種性の全身・多臓器感染症を起こすことがある。近年、肺非結核性抗酸菌
症患者は増加傾向にあるとされている。【目的】当院での過去 5年間の非
結核性抗酸菌症患者の推移や臨床的特徴を評価する。【対象・方法】平成
21 年から 25 年度までに当院で検体から抗酸菌が分離され臨床的に新た
に非結核性抗酸菌症と診断された患者の年次推移と、患者背景、菌種、病
型、治療歴などを評価した。再発または再燃は含まないものとした。【結
果】患者数は平成 21 年度が 15 例、22 年度 10 例、23 年度 13 例、24 年度
12 例、25 年度 13 例で当院では増加傾向を認めなかった。患者 63 例の内
訳は、男性 21 例、女性 42 例。平均年齢 78.8 歳と高齢であった。自覚症状
を認めた患者が 48 例であったが、自覚症状を受診契機としたものは 30
例であった。呼吸器に基礎疾患がある患者が 38 例、52 例にその他の基礎
疾患が認められた。画像所見は空洞破壊型が 13 例、結節気管支拡張型が
50 例。分離菌はM.avium 28 例、M.intracellulare 20 例、M.abscessus 2
例、M.kansasii 2 例、M.fortuitum2 例 M.chelonae 1 例、同定不能 2例。抗
菌薬治療例は 28 例、未治療例が 35 例であった。【考察】当院では非結核
性抗酸菌症患者は増加傾向に無く、軽症や高齢のため半数以上が無治療
での経過観察となっていた。
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O-84-1 成人気管支喘息に合併する鼻炎の臨床的検
討―高齢者と非高齢者との比較―

○
たにもと やすし

谷本 安1,2、石賀 充典1、難波 史代1、田中 寿明1、高橋 秀治1、
小野 勝一郎1、濱田 昇1、河田 典子1、木村 五郎1、木浦 勝行3、
菅谷 揚子2、河合 元子2、宗田 良1

NHO 南岡山医療センター 呼吸器・アレルギー内科1、
NHO 南岡山医療センター 臨床研究部2、
岡山大学病院 呼吸器・アレルギー内科3

【目的】成人気管支喘息に合併する鼻炎の臨床的特徴を明らかにする。【方
法】外来通院中の成人喘息患者を対象に、SACRA問診票と喘息コント
ロールテスト（ACT）を用いて鼻炎と喘息症状を評価した。アレルギー学
的検査や耳鼻咽喉科医の診断に基づいて、鼻炎をアレルギー性鼻炎（AR）
と非アレルギー性鼻炎（NAR）に大別し、各々の喘息との関連を高齢群
（65 歳以上）と非高齢群で比較検討した。【成績】成人喘息 81 例（20～89
歳、アトピー型 42 例・非アトピー型 39 例）における鼻炎合併率は 51％、
高齢群（31 例）では 32.3％であった。主にアトピー型喘息（A�BA）では
ARが、非アトピー型喘息（NA�BA）ではNARが合併していた。高齢群
での鼻炎合併率は非高齢群と異なりA�BAよりNA�BAで高かった。
ACTに基づく喘息コントロール不良患者の割合は両病型ともに鼻炎合
併例で高く、特に鼻炎合併のNA�BAでは高齢群、非高齢群ともに高率で
あった。【結論】非高齢者喘息ではARが、高齢者ではNARが合併しやす
く、ともに喘息のコントロールに影響していることが示唆された。

O-84-2 吸入困難な気管支喘息症例でのシクレソニド
の有用性の検討～高齢者喘息と身体障害者喘
息の検討～

○
い ば た ひでのり

井端 英憲1、岡野 智仁1、西井 洋一1、藤本 源1、大本 恭裕1、
樽川 智人2、安達 勝利2

NHO 三重中央医療センター 呼吸器科1、
NHO 三重中央医療センター 呼吸器外科2

【目的】気管支喘息の長期管理が吸入ステロイド投与で容易になった中、
高齢者や身体障害の一部で吸入不良に伴う治療困難例が未だ存在する。
シクレソニド（以下CIC）は、1）1日 1 回投与が可能、2）エロソル剤で
介助者による投与が可能、3）プロドラッグで口腔咽頭の副作用が少ない
等から、吸入困難例にも使用しやすい。吸入補助具すら使用困難な気管支
喘息症例でのCIC 投与の有用性を検討した。【方法】コントロール不良で
紹介された気管支喘息患者の内、増悪の原因が身体精神障害による吸入
不良が原因と評価した 14 例で吸入ステロイドをCIC に変更した。吸入不
良の原因は加齢 9例（うち認知症 3例、寝たきり 2例）、精神遅滞 3例、
脊椎変性疾患等 2例。投与方法は介助者（家族・ヘルパー）が 1日 1回
オープンマウス法で投与し、口腔ケアを施行した。評価方法は、他覚所見
（喘鳴、咳発作）、SABA投与回数、併用薬の変化、介護者への聞き取り調
査、副作用等を検討した。【結果】CIC 変更後、他覚所見と SABA投与回
数は有意に改善した。全例で併用薬は減量出来たが、特に経口 β2 刺激剤
と貼付型 β2 刺激剤は減量可能であった。介護者からは介護中断や見守り
などの介護労力が軽減し、介護の自由度が増加したと評価された。副作用
は少なく、アルコール臭と残量判断の困難さが指摘された。【結論】CIC
は 1 日 1 回投与なので介護者の都合に合わせた投与が可能である。今回
は全例がオープンマウス投与で良好な成績が得られたのは肺内到達率が
良いためと考えられた。従来、高齢者や身体障害者などの吸入困難例は気
管支拡張剤を中心とした多剤併用療法が施行されてきたが、今後はまず
CIC 投与を試みるべきと考えられた。

O-84-3 強制オッシレーション法を用いた気管支喘息
の新しい評価

○
つぶらい たかひろ

粒来 崇博1、下田 照文2、木村 五郎3、関谷 潔史1、藤澤 隆夫4、
武田 昭範5、秋山 一男1

NHO 相模原病院 アレルギー科1、NHO 福岡病院 臨床研究部2、
NHO 南岡山医療センター アレルギー科3、NHO 三重病院4、
NHO 旭川医療センター COPDセンター5

気管支喘息症例における強制オッシレーション法（FOT）の位置づけを模
索するために、気管支喘息の気道炎症、気道狭窄、末梢気道病変、気道過
敏性といった各要素との関連を多施設共同で評価した。まず、治療中気管
支喘息患者 280 名を集積した。FEV1、MMFなどの呼吸機能の指標との
良好な相関（p＜0.001、R＝0.3�0.5）を認める一方で、気道炎症の指標で
ある呼気NOとは相関せず、FOTの指標は気道狭窄を強く反映すると考
えられた。施設間の差としては福岡病院と相模原病院がほぼ同一の傾向
であったのに対して、南岡山病院で違いがあったが、これはCOPD合併
症例、重症症例が中心に集積されているためと考えられた。一方で、同じ
く共同で未治療気管支喘息 121 例を集積したところ、FEV1、％FEV1
との相関を認めるが、相関係数はR＝2�3 程度と低く、未治療ゆえの気道
粘膜の浮腫や炎症などほかの交絡因子がある可能性を示唆した。小児症
例における症例集積は三重病院で行い 410 名について解析、既報告の
Fres の予測値に基づき、％Fres を用いて検討したが、％FEVの間に有意
な関連を見出した。COPD、IPF については、旭川医療センターでCOPD
258 例について解析した結果、喘息と同様の傾向を示した。IPF82 例につ
いては、喘息、COPDと異なる傾向を示した。現在流通している汎用機の
マスタースクリーン IOSとモストグラフの互換性について調査したが、
66 症例において両者のパラメーターにR＝0.7�0.9 の高い相同性を示し
た。ただし、絶対値は異なっており、評価のためには互換式が必要と考え
られた。（本研究はNHOネットワーク研究免疫異常領域としておこなわ
れた。）

O-84-4 COPDにおける LAMA�LABA配合剤の有効
性に関する検討

○
た け だ あきのり

武田 昭範1、三上 祥博1、堀 良行1、河田 清志1、村中 美幸1、
小松 裕輔1、畑中 紀世彦1、佐伯 一成1、新野 智与1、
前川 雅代1、金野 衣久美1、山木 利恵子1、菅原 夏実1、
杉谷 祐紀1、堂下 和志2、高橋 政明2、藤田 結花2、山崎 泰宏2、
藤内 智2、藤兼 俊明2

NHO 旭川医療センター COPDセンター1、
NHO 旭川医療センター 呼吸器内科2

【背景】ここ数年COPDを対象として新たな気管支拡張薬が開発され治
療の選択肢は増えている．さらに 2013 年 11 月に長時間作用性抗コリン
薬（LAMA）であるグリコピロニウム臭化物と長時間作用性 β2刺激薬
（LABA）であるインダカテロールとの配合剤が投与可能となった．臨床
試験において LAMAあるいは LABA単剤と比較して配合剤はより強い
気管支拡張作用を呈しておりQOL改善効果もみられていた．現時点で考
えられるCOPDにおける LAMA�LABA配合剤の適応例としては単一
デバイスとなることによる利便性を呈する LAMA，LABA両単剤投与
例，強化治療を目的とした LAMAあるいは LABA単剤投与例あるいは
治療歴のない高度の閉塞性換気障害を有する自覚症状の強い新規投与例
などが挙げられる．【対象と方法】当院で LAMAあるいは LABAどちら
か一方を処方されている安定期COPD症例を対象とした．投与前と投与
4，12 週後に呼吸機能および呼吸抵抗検査，CATを施行した．また，投与
前と投与 12 週後には 6分間歩行試験を行った．【結果】投与 4，12 週後に
有意に一秒量，最大吸気量の上昇を認めた．また，呼吸抵抗の低下，CAT
の改善などの結果を呈した．投与 12 週後では 6分間歩行試験で歩行距離
の延長傾向がみられた．【結論】COPD治療において LAMAあるいは
LABA単剤での治療例において配合剤への移行による有効性が認められ
た．今後のCOPD治療では LAMAおよび LABAの両気管支拡張薬，さ
らには吸入ステロイドも含めた薬剤の単剤あるいは配合剤での選択が可
能となる．今まで以上に各症例における閉塞性換気障害の程度，QOL，増
悪の頻度など様々な要素を考慮し，それぞれに最適な個別化治療の選択
が望まれると考えられる．
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O-84-5 皮膚・筋症状のない抗PM�Scl 抗体陽性間質
性肺炎の1例

○
たにもと やすし

谷本 安1、石賀 充典1、難波 史代1、田中 寿明1、高橋 秀治1、
小野 勝一郎1、濱田 昇1、河田 典子1、木村 五郎1、木浦 勝行2、
谷本 光音2、宗田 良1

NHO 南岡山医療センター 呼吸器・アレルギー内科1、
岡山大学病院 呼吸器・アレルギー内科2

症例は 55 歳の男性。X年 6月中旬に咽頭痛を認め、感冒薬を服用した。
その 1週間後から呼吸困難を自覚し改善しないため近医を受診した。CT
で間質性肺炎を疑われたため、7月に紹介となった。両肺に fine crackles
を聴取し、両肺びまん性に斑状のすりガラス陰影を認め、医療面接とあわ
せて薬剤性肺障害や吸入性肺障害等を疑ったが、症状、画像が増悪した。
各種自己抗体は陰性で膠原病を疑わせる皮膚・関節所見も認めなかっ
た。気管支鏡検査では、BAL液中の著明なリンパ球増加ならびにCD4�8
比の低下を認めたが、TBLBでは胞隔の肥厚と線維化を伴う組織像で、肉
芽腫の形成や好酸球の浸潤はみられなかった。特発性非特異性間質性肺
炎の疑いで、ステロイド治療を開始したところ、呼吸困難、画像は速やか
に改善し、KL�6 値も次第に低下した。経過中に皮膚病変や筋症状は認め
なかったが、除外診断のために治療前に検査しておいた抗ARS抗体を含
む一連の筋炎関連自己抗体のうち、抗 PM�Scl75 抗体が陽性であること
が判明した。皮膚・筋症状のない抗 PM�Scl 抗体陽性の間質性肺炎症例
を経験したので、文献的考察を含めて報告する。

O-84-6 外科的肺生検にてUIP類似病変（“Others
not UIP”）を呈した特発性間質性肺炎40例
の膠原病因子に関する検討

○
かわむら て つ じ

河村 哲治1、望月 吉郎1、中原 保治1、佐々木 信1、守本 明枝1、
塚本 宏壮1、水守 康之1、勝田 倫子1、鏡 亮吾1、白石 幸子1、
加藤 智浩1、大西 康貴1、横井 陽子1、三宅 剛平1、花岡 健司1、
福田 泰1、東野 貴徳2、小橋 陽一郎3

NHO 姫路医療センター 呼吸器内科1、NHO 姫路医療センター 放射線科2、
天理よろづ相談所病院 病理3

【目的】近年、UCTD�ILD（2007，Kinder）、LD�CTD（2010，Fischer）、
AIF�ILD（2011，Vij）などの概念が出され、IIPs と膠原病との関連が注
目されている。今回、UIP�IPF 類似の組織パターンを呈する IIPs 症例
（“Others not UIP”）において膠原病因子がどの程度存在するかを検討し
た。【対象・方法】2003 年～2012 年までの約 10 年間に当院で外科的肺生
検を施行し“Others not UIP”所見を呈した IIPs 40 例を対象に、UCTD�
ILD、LD�CTD、AIF�ILD に該当するかどうか検討した。【成績】男性 30
例、女性 10 例、平均年齢 65 才。身体所見では関節痛 2、皮疹 1、体重減
少 1。血液検査ではANA 8，RF 5，Scl70 2，SS�A・ds�DNA・PR3�
ANCA・Jo�1 各 1。UCTD�ILD は 1 項目のみ 15 例、確定 1例、LD�CTD
は 1項目のみ 1例、AIF�ILD は 1 項目 11 例、確定 1例であった。膠原病
因子あり群が、なし群より予後不良であった。【結論】“Others not UIP”を
呈する IIPs 症例で膠原病との関連を示唆する症例は少なかった。

O-84-7 胸水貯留を繰り返し診断に苦慮したアミロイ
ドーシスの一例

○
こばやし ひろのり

小林 弘典1、北原 良洋2、橋本 朗子3、荒木 佑亮2、吉田 敬2、
中野 喜久雄2

NHO 呉医療センター 初期研修医1、NHO 呉医療センター 呼吸器内科2、
NHO 呉医療センター 血液内科3

【症例】74 歳女性【現病歴】X�1 年 9 月より労作時呼吸困難を認め，10
月に近医を受診．胸部X線で心拡大と右胸水貯留を認め，心不全疑いにて
当院を紹介受診した．β遮断薬や利尿剤による薬物療法および胸水穿刺を
行うも胸水のコントロールが困難であり，入退院を繰り返した．全身浮腫
の増悪と食思不振も認め，X年 9月に当院へ入院した．【経過】入院時尿
蛋白 2＋，Cr1.1mg�dl と腎機能低値を認め，胸部単純X線と胸部CTで両
胸水貯留，心拡大，少量の心嚢水貯留を認めた．心電図で四肢誘導の低電
位を認め，心エコーで左室駆出率 42％と壁運動低下，左室壁肥厚や心房
中隔肥厚，僧帽弁閉鎖不全症（三度），心室中隔エコー輝度の上昇を認め
た．胸水穿刺を 4回行うも確定診断に至る所見を得られなかったが、労作
時呼吸困難，全身の浮腫，心電図異常，腎機能障害よりアミロイドーシス
を疑った．上部消化管粘膜生検よりCongo�Red 染色陽性アミロイド沈着
を認め，血清免疫電気泳動より IgG�κ型のM蛋白，さらに尿中Bence�
Jones 蛋白陽性，骨髄検査より形質細胞の増加を認めたため多発性骨髄腫
に合併したALアミロイドーシスと診断した．X年 10 月 2 日よりボルテ
ゾミブによる治療を開始したが，10 月 9 日突然の心停止をきたし急死し
た．【考察】胸水検査や心エコー検査を頻回に施行したが診断に苦慮した
多発性骨髄腫合併ALアミロイドーシスの一例を経験した．病理解剖で
は心臓や胸膜をはじめ，全身の臓器にアミロイドーシスの沈着を認め，心
アミロイドーシスによる心機能低下が本症例の胸水貯留ならびに死亡の
主因と考えられた．一元的には説明が困難な多臓器症状を認める際はア
ミロイドーシスも疑うことが早期診断に重要であると考えた．

O-84-8 アスベスト検診で胸水出現を認めた例の検討

○
た む ら も う か

田村 猛夏1、澤田 宗生1、久下 隆1、小山 友里1、田中 小百合1、
田村 緑1、玉置 伸二1、芳野 詠子1、畠山 雅行2、成田 亘啓3、
木村 弘4

NHO 奈良医療センター 内科1、東京都結核予防会2、奈良厚生会病院3、
奈良医大第二内科4

【目的】アスベスト検診で胸水出現を認めた例について検討する。【対象と
方法】当院では平成 17 年 7 月より、石綿従業員やその家族および周辺住
民などを対象とした検診を実施している。初回検診に引き続き、石綿工場
元従業員などでは健康管理手帳による継続的な検診を、周辺住民や従業
員家族などでは企業による継続的な検診あるいは奈良県の健康リスク調
査が行われている。継続的な検診の対象者は 353 名である。検診で胸水出
現を認めたのは 12 名であった。この 12 名について検討を行った。【成績】
検診時に胸水出現を認めた 12 名は、男性 11 名、女性 1名であった。石綿
工場元従業員は 10 名、周辺住民は 2名であった。現時点で、診断できた
のは 8名で、悪性胸膜中皮腫が 4名で、うち 1名は周辺住民であった。良
性石綿胸水が 3名、結核性胸膜炎が 1名で、良性石綿胸水の診断はEpler
の基準に従った。残りの 4名は経過観察中である。悪性胸膜中皮腫症例の
うち、3名は死亡している。【結語】アスベスト検診で胸水出現を認めた例
を検討した。胸水が出現した 12 名のうち 4名は悪性胸膜中皮腫であっ
た。経過観察中の症例もあり、引き続き、慎重な経過観察が必要と考える。
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O-85-1 肺がんの分子標的治療薬服用中患者のセルフ
ケア支援～皮膚障害が出現した患者、家族への
スキンケア指導を通して～

○
せ や ま さ き

清山 沙紀、西川 貴子、増田 知子
NHO 和歌山病院 第5病棟

【はじめに】肺がんの分子標的治療薬であるタルセバは高い確率で皮膚障
害をきたし、皮膚障害の程度が強くなると治療の中断または中止となり、
皮膚障害の増悪を防ぐためには適切なスキンケアが重要となる。今回タ
ルセバ内服によりGrade3 の皮膚障害が発現、ADLが低下し治療が中断
したが、IASMを用いセルフケア支援を実施したことで、皮膚障害が改善
したので報告する。【患者紹介】A氏 83 歳 男性 肺扁平上皮癌 自立
度判定C2 意識レベルクリア【方法】1．IASMを用い患者、家族に必要
なセルフケア支援内容を分析。 2．1に基づき看護計画を立案、実施、評
価。【倫理的配慮】A氏と妻に文書で説明し同意を得た。作成者に IASM
の使用許可を得た。【結果】1．皮膚障害が増悪することなく経過、ADL
が自立度判定C2 から B2 に拡大した。 2．A氏、妻双方にスキンケア方
法を説明、共にケアを実施した。それにより、自ら軟膏を使い分け実施す
るようになった。また、皮膚状態悪化時の対処方法や受診が必要な状態に
ついて発言が見られるようになった。【考察】適切なスキンケアを統一し
実施し、また皮膚障害は広範囲に及ぶため家族の協力が得られたことで
皮膚障害が増悪せず回復できたと考える。症状変化の判断状況の確認や
スキンケア行動の承認がA氏、家族のケアの自信となり行動変容に繋
がった。このセルフケア獲得が治療継続及びADLを維持するためには重
要と考える。【結論】1．タルセバ内服を継続するためには皮膚障害軽減・
予防のセルフケアが重要であり、患者・家族が必要な知識、技術を習得で
きるようサポートすることが重要である。2．患者、家族のセルフケアの
行動を認めることはその能力を高めることにつながる。

O-85-2 胸腔鏡下手術患者の帰室4時間後の離床が術
後経過に及ぼす影響―安全な超早期離床を目
指して―

○
ありなが お り え

有長 織恵、岡田 ゆか、平田 佳子、原田 年子、原田 洋明
NHO 呉医療センター 呼吸器外科

【目的】
胸腔鏡下術後患者が安全・安楽な周術期を送る事を目標とし、超早期離
床が術後経過に及ぼす影響を明らかにする。
【方法】
超早期離床が可能であった胸腔鏡下手術後患者に対し、帰室 4時間後か
ら医師・理学療法士・看護師の介入によりベッドサイドで離床を行っ
た。術前から術後 3日間の各体位での血圧、脈拍数、SpO2値を測定し、
実測値で分析した。超早期離床について聞き取り調査し、単純集計した。
本研究は当院倫理審査委員会の承認を得た。
【結果・考察】
対象者は 20 名。収縮期血圧は超早期離床時の臥位→立位に P＜0.024 と
有意差はあったが、臥位→座位 P＜0.983、臥位→端座位 P＜0.313、端座位
→立位 P＜0.064 と段階的にみると有意差はなく、脈拍数・SpO2値も中止
基準に該当する患者はいなかった。術後も脈拍 140 回�分以上になること
はなく、SpO2値は 93～99％で経過した。よって超早期離床は安全に行う
ことができたと考える。また、何らかの理由で離床を中止した患者も術後
のバイタルサインに影響はなかった。術当日からの経口摂取に対し、少数
だが「食べる意欲が出た」等の意見があり、術翌日の食事摂取に影響した
のではないかと考える。離床が腰背部痛や肩の痛みの軽減に繋がった可
能性は低いが、「動けたからそこまで痛くなかった」等の意見もあった。
【結論】
超早期離床を立位まで行った患者は安全に離床ができ、何らかの理由で
超早期離床を中止した患者も術後のバイタルサインに影響はなかった。
超早期離床や術当日からの経口摂取は、術翌日からの歩行や食事に対す
る意欲の向上に繋がった可能性がある。また、腰背部痛の軽減により歩行
に対する意欲の向上や離床範囲の拡大に繋がる可能性がある。

O-85-3 急性膿胸に対する胸腔鏡下手術の実際と、術後
経過から見た手術成績―急性膿胸に対し胸腔
鏡下手術は有効か―

○
の ま だいすけ

野間 大督1、坂本 和裕1、五来 厚生1、須藤 成人2、小嶋 亮太2、
後藤 秀人2、椿原 基文2、益田 宗孝3

NHO 横浜医療センター 呼吸器外科1、
NHO 横浜医療センター 呼吸器内科2、横浜市立大学 外科治療学3

【諸言】最近急性膿胸に対する胸腔鏡下手術の報告が散見され、当科でも
これまでにその有用性を報告してきた。今回、当院で急性膿胸に対して胸
腔鏡下手術を施行した症例について術後経過を含めて retrospective に
検討した。【対象・方法】2005 年 3 月から 2013 年 11 月までに当科で施行
した急性膿胸手術は 49 例で、全例が胸腔鏡下手術でありこれらを対象と
した。当科での手術は 2～3ポートの胸腔鏡下手術で、多房化した膿胸腔
の単房化と醸膿胸膜の可及的除去、洗浄ドレナージが主目的で、症例に応
じて胸腔ドレーンは 1～2本の留置としている。術後経過としては術後抗
菌薬投与期間、術後ドレーン留置期間、術後入院期間、及び再燃の有無等
について検討した。【結果】男性 36 例・女性 13 例、平均年齢 65.5 歳（13～
88 歳）。術後抗菌薬投与期間の中央値 5日（3～46 日）、術後ドレーン留置
期間中央値 10 日（6～27 日）。術後在院期間中央値 16 日（7～89 日）。46
例（94％）は全て初回手術で軽快退院した。3例に再燃を認め（2例は肺
膿瘍合併例）、うち 2例は部分膿胸として再燃したがドレナージにより軽
快退院、1例は残存肺膿瘍が胸腔内へ再穿破し再燃したが再手術にて軽快
退院した。手術関連合併症は 1例（術後出血再手術）で、開胸手術への移
行はなく、手術関連死亡もなかった。【結論】急性膿胸に対する胸腔鏡下
手術は、術後経過が比較的良好で有用な治療である。ただし、肺膿瘍合併
例では再燃に注意が必要である。当科での実際の手術手技について、動画
にて供覧する。

O-85-4 硬化性胸腺腫の一例

○
さかした け ん と

坂下 建人、山本 和香子、藤田 結花、前田 敦、渡邊 一教、
青木 裕之、永瀬 厚

NHO 旭川医療センター 放射線科

【症例】50 歳代女性。右肩痛を主訴に近医受診。CTにて右胸水を指摘さ
れ、当院呼吸器内科を紹介され受診した。当院にてCTを再検したとこ
ろ、少量の右胸水の他、前縦隔に 53×30×50mm大の筋肉よりもやや低吸
収を示す占拠性病変を認めた。MRI では T1 強調画像、T2強調画像いず
れにても筋肉よりも軽度高信号を示し、脂肪抑制効果はあきらかではな
かった。F�18 FDG PET検査では F�18 FDGの集積増加を認めた。αフェ
トプロテイン、可溶性インターロイキンレセプター抗体、抗アセチルコリ
ンレセプター抗体は正常範囲内であった。以上から胸腺腫として矛盾し
ないと考えたが、鑑別診断として心膜由来の腫瘍、悪性リンパ腫などの可
能性を考えた。CT、MRI 画像より前縦隔の占拠性病変が腕頭静脈を圧排
していると考えられたため、ステロイドパルス療法を施行し、病変の縮小
を認めた。ステロイド減量後、胸腺摘出術を施行。術中迅速病理診断では、
Necrosis であった。永久組織標本では胸腺中心部は壊死、周辺は硝子変性
をきたし、壊死した腫瘍胞巣辺縁にのみ viable cell が存在していた。pT
2（脂肪）NxMx、R0 正岡分類 2期のTypeAB thymoma で ancient（scle-
rosing）thymoma と診断された。【考察】硬化性胸腺腫は大部分が硝子化
した無構造の線維組織からなっている。生検や術中迅速病理診断などの
体積が小さい検体では腫瘍細胞巣が含まれないことがあるため注意が必
要であると考える。
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O-85-5 救命目的で手術を施行した肺多形癌の1例

○
え む ら しょうご

江村 尚悟1、若林 優2、小川 喬史2、村上 功2、重藤 えり子2、
花木 英明3、柴田 諭3、藤田 和志4

NHO 東広島医療センター 初期臨床研修医1、
NHO 東広島医療センター 呼吸器内科2、
NHO 東広島医療センター 呼吸器外科3、
NHO 東広島医療センター 放射線科4

肺多形癌は低分化な非小細胞肺癌であり、発生頻度は肺腫瘍の 0.3％前後
と比較的稀であり、診断も治療も困難なであることが多い。今回我々は手
術、放射線、全身化学療法を施行した肺多形癌の 1例を経験したので報告
する。
【症例】症例は 40 歳台男性、右胸痛と全身倦怠感にて近医を受診し、右上
肺野に巨大な腫瘤影を指摘され当院へ紹介となった。臨床病期：T3N1
M0 stageIIIA の非小細胞肺癌として放射線化学療法を施行する予定で
あったが、気管支鏡検査にては確定診断にいたらず、入院以降発熱、壊死
物を含んだ喀血が著明となり、急速に衰弱したため、救命目的にて手術に
て腫瘍を摘出し、肺多形癌との病理組織診断にいたった。術後病期は pT
3N0M0 stageIIB であった。その後脳、リンパ節、胸壁に多発転移をきた
し、症状の緩和目的で放射線照射を行った。また全身化学療法として
CBDCA＋PTX併用，DOC単剤、PEM単剤、GEM＋VNR併用療法など
を計 9コース施行したが、抗腫瘍効果はほとんど得られず、当院受診後 1
年 5ヶ月の経過にて死亡した。剖検にては、局所再発ならびに、体側肺、
脳、左副腎などに転移がみられ、それらはいずれも手術材料における原発
腫瘍と同じく出血壊死傾向が強かった。
肺多形癌は悪性度の高い腫瘍であり、手術適応には十分な検討が必要で
あるが、症例によっては外科的切除が、症状緩和や局所の制御に有益な治
療手段であるある可能性を示唆する症例であった。当院にて剖検にて肺
多形癌との最終診断に至った 12 例の検討も合わせて報告する。

O-85-6 在宅酸素療法や非侵襲的陽圧換気療法を受け
ている慢性呼吸不全患者における、睡眠薬の使
用状況について

○
すみ けんすけ

角 謙介1、坪井 知正1,4、佐藤 敦夫2、北地 祐子3,4、山下 みお1、
酒井 茂樹1、田畑 寿子1、小栗 晋1、水口 正義1、宮野前 健5

NHO 南京都病院 呼吸器科1、NHO 南京都病院 内科2、
NHO 南京都病院 看護部3、NHO 南京都病院 治験管理室4、
NHO 南京都病院 小児科5

【目的】慢性呼吸不全患者に対する睡眠薬・抗不安薬の処方に関しては、
呼吸抑制の危険があるため、多くの薬剤が原則禁忌とされる。しかし現実
的には不眠を訴える患者は多く、それによる睡眠不足は呼吸不全増悪の
きっかけにもなりうる。故に実際は主治医の責任において個々の症例に
慎重に処方しているのが現状である。今回慢性呼吸不全患者における睡
眠薬の処方状況を実態調査した。
【方法】在宅酸素療法（HOT）や非侵襲的陽圧換気療法（NPPV）を受け
ている慢性呼吸不全患者で、文書にて承諾を得られた患者が対象。患者背
景を併せて睡眠薬の使用状況を調査した。多施設共同で行なったが、今回
の発表は当院分担分 88 例についての検討である。
【成績】88 例中、性別は男 59 例、女 29 例。年齢は 75.9±8.1 歳。BMI
は 20.4±4.4。HOTは 82 例、NPPV（ASV含む）は 37 例で施行されてい
た。睡眠薬の使用状況は服用中が 44 例と 50％を占め、服用なし 39 例
（44.3％）を上回った（残り 5例は不明もしくは以前に内服歴あり）。また
睡眠薬の服用は、NPPV非使用例に比し、NPPV使用例の方が有意に多
かった。現時点で調査対象の症例に、睡眠薬が原因とみられる呼吸不全の
増悪は見られていない。
【結論】慢性呼吸不全患者に対する睡眠薬の処方状況を示した。今後多施
設のデータを合わせ、また 5年程度の追跡調査も予定している。
【謝辞】共同研究者である、下記施設の先生方に深く感謝いたします。
NHO姫路医療センター 望月吉郎先生
NHO愛媛医療センター 阿部聖裕先生
NHO西新潟中央病院 大平徹郎先生
NHO茨城東病院 齋藤武文先生
NHO松江医療センター 矢野修一先生
NHO福岡東医療センター 高田昇平先生
NHO熊本南病院 山中徹先生

O-85-7 睡眠薬がNPPV下の夜間睡眠時の経皮炭酸ガ
ス分圧・睡眠構築・睡眠の質に及ぼす影響

○
つ ぼ い ともまさ

坪井 知正1、矢野 修一2、斎藤 武文3、高田 昇平4、大平 徹郎5、
角 謙介1

NHO 南京都病院 呼吸器科1、NHO 松江医療センター 呼吸器科2、
NHO 茨城東病院 呼吸器科3、NHO 福岡東医療センター 呼吸器科4、
NHO 西新潟中央病院 呼吸器科5

（目的）NPPVは夜間の呼吸状態は改善するが不眠を訴える患者も多く睡
眠薬が処方されることも少なくない。NPPV下であっても睡眠薬により
低換気や上気道狭窄が増強する危険性はある。長期NPPV症例に対して
睡眠薬使用の安全性と有益性を確認する必要がある。（方法）Multicenter、
Randomized、Placebo�Control、Double blinded、Cross�over 研究を行っ
た。長期NPPV患者 26 例を対象に、約 1週間の休薬期間を設け、ゾルピ
デムあるいはプラセボ内服してNPPV下に 1回目の PSGを行い、その後
約 1週間休薬し、再び 1回目とは逆の薬を服用してNPPV下に 2回目の
PSGを行った。PSGには PtcCO2 を加え、19 : 55�20 : 00 および 6 : 00�6 :
05 に動脈血液ガスを測定し PtcCO2 値を 2点補正した。また、PSG終了
日の 9 : 00 に Leeds の睡眠質問票で自覚的な睡眠の質を評価した。（結
果）10 時間の PSG全測定期間において、ゾルピデムにより、全睡眠時間・
ステージ 2睡眠時間・ステージ 3�4 睡眠時間が有為に増加し、寝入りが
早く、くつろいだ睡眠が得られる傾向がみとめられたが、各睡眠ステージ
での PtcCO2、HR，SpO2 には差はなかった。さらに、ゾルピデムが最も
効力を発揮する PSG測定期間の前半 5時間で比較すると、ゾルピデム下
で、全睡眠時間・ステージ 2睡眠時間・ステージ 3�4 睡眠時間の増加が
さらに顕著となったが、PtcCO2、HR，SpO2 には差はなかった。（結論）
2型慢性呼吸不全患者において、NPPV下のゾルピデムの安全性が証明で
きた。また、睡眠構築や自覚症状の改善に結びつくことも判明した。

O-85-8 当院におけるネーザルハイフローの使用経験
16例の解析

○
すみ けんすけ

角 謙介1、坪井 知正1、山下 みお1、岩満 加奈2、榮 圭子2、
酒井 茂樹1、田畑 寿子1、小栗 晋1、水口 正義1、佐藤 敦夫3、
宮野前 健4

NHO 南京都病院 呼吸器科1、NHO 南京都病院 西病棟5階2、
NHO 南京都病院 内科3、NHO 南京都病院 小児科4

【目的】近年ネーザルハイフローに代表されるハイフローセラピーが新し
い酸素療法として脚光を浴びている。これは鼻カニューレを用いて高流
量かつ高濃度の酸素を供給できるシステムであり、酸素供給能力・若干
の気道陽圧効果も含めて従来の酸素療法に比して有用性が高い。当院に
おいても平成 25 年頃より使用が本格化しており、これまでの使用経験に
ついて若干の検討を加えて報告する。
【方法】平成 25 年・26 年に当院でネーザルハイフローを使用した 16 症例
につき、その原因疾患・患者背景につき後ろ向きに検討を加えた。
【成績】症例は 16 例。平均年齢は 70.6±11.9 歳。全例男性。低酸素血症の
原因疾患は、重症肺炎 6例、間質性肺炎急性増悪 5例、肺癌末期 2例、薬
剤性肺炎・好酸球性肺炎・自然気胸各 1例であった。ネーザルハイフ
ロー装着後の予後は軽快と死亡がそれぞれ 8例ずつであった。軽快例は 8
例とも病状改善し、ネーザルハイフローから通常の低流量ネーザルカヌ
ラに戻すことができた。死亡例 8例のうち、3例はNIVに変更も改善せず
死亡。1例は患者の拒否が強くリザーバーマスクに変更するも死亡。残り
の 4例はネーザルハイフローのまま死亡した。軽快例においてはリザー
バーマスクで保てなくなった動脈血酸素分圧が、ネーザルハイフローに
より維持でき、原疾患治療の奏効を待つことができた。死亡例において
も、ネーザルハイフローは従来のマスクによる酸素供給装置に比して日
常様々な場面での煩わしさが少なく、良好なQOLを保つことができた。
【結論】ネーザルハイフローは、急性期の呼吸管理・終末期のQOL改善に
関し、極めて有用な酸素供給システムである。
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O-86-1 断端硬さ測定装置の押し込み操作の差異が測
定値へ与える影響～シリコーン製サンプルに
よる調査～

○
み つ も と あ つ こ

三ツ本 敦子1,2、中村 隆1、丸山 貴之1、村岡 慶裕3,4

国立障害者リハビリテーションセンター研究所 義肢装具技術研究部1、
早稲田大学大学院 人間科学研究科2、早稲田大学 人間科学学術院3、
NHO 村山医療センター 臨床研究センター4

背景と目的：下肢切断のリハビリテーションにおいて、義足ソケットの
適合の良否は義足歩行訓練の経過に大きく影響する。適合の良否は断端
を収納するソケットの大きさに関係することから、ソケットは断端周径
や断端硬さを参考に製作される。周径は数値で表されるのに対し、硬さは
定量的な指標が存在せず、そのため、製作者間で，ソケットの品質に差異
が生じている。そこで、断端硬さの定量指標の開発を行っている。今回、
断端硬さを計測するために押し込み式の測定装置を選定し、装置の押し
込み操作の違いが測定値に与える影響について検討を行った。方法：押
し込み量（mm）に対する押し込み力（N）を計測する押し込み硬さ測定
装置（TK�HS100）を用いて、押し込み速度と押し込み角度の違いが、測
定値に与える影響を調査した。速度制御が可能な試験機に本測定装置を
設置し、4種の押し込み速度（10、30、100、300mm�min）にて計測を行っ
た。また、押し込み速度を一定にし、3通り（0，5，10 度）の押し込み角
度により、測定値の検討を行った。試験片として、シリコーン製サンプル
を用いた。結果：押し込み量（mm）と押し込み力（N）を示す二近似近
曲線の 2次係数を比較したところ、全ての押し込み速度において、統計学
的有意差はなかった。3通りの押し込み角度における計測の結果、押し込
み量（mm）にオフセットが加わるものの、同一試験片内での結果では高
い相関がみられた。まとめ：押し込み式の測定装置を断端硬さの評価と
して使用するために、異なる操作法が、測定値に与える影響を調べた。そ
の結果、特定の押し込み速度範囲内では再現性があり、また押し込み角度
による影響は小さいことが明らかとなった。

O-86-2 片脚立位能力と下肢筋力および歩行能力の関
係―片脚立位時間5秒未満群と5秒以上群で
の比較検討―

○
つ だ やすみち

津田 泰路、加嶋 憲作、大菊 覚、河邑 貢、馬渕 勝、
峯田 拓也

NHO 高知病院 リハビリテーション科

『はじめに』片脚立位時間は簡便な立位バランス評価法として、広く用い
られている。Vellas らは、片脚立位時間が 5秒未満では転倒や IADL障害
のリスクが高くなることを報告し、本邦においても転倒リスクのカット
オフ値として認識されている。しかし、片脚立位時間 5秒未満の者がどの
程度の筋力低下や歩行障害を生じているかについては明らかではない。
本研究では、片脚立位能力の低下が下肢筋力や歩行能力に及ぼす影響に
ついて検討した。
『対象と方法』対象は、高齢入院患者 107 例である。中枢神経疾患や明ら
かな荷重関節の整形外科疾患、認知症を有する者は対象から除外した。片
脚立位能力は片脚立位時間 5秒を基準とし、5秒未満群と 5秒以上群に分
類した。膝伸展筋力、10m最大歩行速度、歩幅および歩行自立例の割合を
2群間で比較した。歩行自立度の判定は，院内の移動を独歩にて可能なら
自立、監視もしくは介助や補助具を要する場合は非自立とした。統計解析
には、対応のない t検定、χ2検定を用い、危険率 5％を有意水準とした。
『結果と考察』5秒未満群（59 名）、5秒以上群（48 名）の順に、膝伸展筋
力は 0.36±0.14Kgf�Kg、0.47±0.11Kgf�Kg、歩行速度は 14.5±6.31m�sec、
7.8±2.21m�sec、歩幅は 42.6±15.5cm、61.1±10.1cm、歩行自立例の割合
は 40.6％、93.7％であり、いずれも 2群間に有意差を認めた（p＜0.01）。
転倒には認知機能、併存疾患、服薬なども影響するため、身体機能だけで
転倒リスクを断定することは難しい。しかし、今回の結果から、片脚立位
時間が 5秒未満の、いわゆる転倒ハイリスク症例の下肢筋力や歩行能力
は顕著に低下し、身体機能に予備力が乏しいものとして認識し、転倒対策
を講じる必要がある。

O-86-3 腰椎術後患者の円滑な早期離床訓練のために
はどのような動作指導が必要か

○
は ま だ け い こ

濱田 慶子1、小松 勝幸1、藤原 啓恭2、中川 正之1、田崎 尚孝1、
藤井 由加里1、西岡 幸弥1、谷口 陽一1、山原 純1、櫛本 晃平1、
廣瀬 実希1、稲場 仁樹1、農端 芳之1、本田 博嗣2、萩尾 佳介2、
齋藤 正伸2

NHO 大阪南医療センター リハビリテーション科1、
NHO 大阪南医療センター 整形外科2

【目的】近年術後患者に早期離床訓練を行う機会が多いが，創部痛が強く
苦痛を伴うため円滑に誘導できないことを多々経験する．今回われわれ
は起き上がり動作に強い疼痛を伴う後方進入腰椎椎体間固定術（PLIF）施
行患者に対して，起き上がり動作を術前に指導することで，術後の円滑な
離床訓練への誘導が可能かどうかを前向きに検討した．
【対象と方法】腰椎変性疾患に対し 2椎間以下の PLIF 施行予定の 35 例
（平均年齢 69.0 歳，男 15 例，女 20 例）を対象とした．対象患者には，起
き上がり動作A「仰臥位の状態で電動ギャッジアップ機能を用いる」，B
「側臥位の状態で電動ギャッジアップ機能を用いる」，C「側臥位から上肢
の支持を用いる」を術前に習得できるよう十分指導した．臨床評価項目
は，術後初回の起き上がり動作方法，その際の腰部痛評価スケール（以下
NRS），術後歩行開始までに要した日数を調査した．
【結果】術後初回訓練時に介助無しで起き上がり可能であったのは 31 例
であった．選択した動作は，動作Aが 10 例，平均NRSは 5.2，以下同様
に動作Bが 5例，NRS4.4，動作 Cが 16 例，NRS3.93，その他 1例，NRS
5 であった．介助有りで起き上がり可能であった 4例は全て動作Bを選
択し、初回訓練後にも介助を要した 3例の平均NRSは 8.66 であった．術
後歩行開始までに要した日数は，2日以内が 32 例（91.4％），3日が 3例で
あった．
【考察】術後 2日以内に介助無しで起き上がり可能となる症例が多かっ
た．動作Cを選択する症例が半数近くを占め，NRS値が低い傾向にあっ
た．今回の術前起き上がり動作指導の取り組みにより，痛みを最小限に抑
えて起き上がる動作方法を術前に患者に獲得させ，円滑に離床訓練へ誘
導することができた．

O-86-4 THA術後に機能的脚長差を呈した一症例

○
よ こ ち まさかず

横地 雅和、渡邊 潤子、高山 茂之、秋山 吉孝、礒田 裕介、
松田 智志

NHO 三重中央医療センター リハビリテーション科

【はじめに】本邦における変形性股関節症は、80％が二次性であり、臼蓋
形成不全や先天性股関節脱臼に伴うものが多い。その治療は、人工股関節
全置換術（以下、THA）が良好な治療成績が得られ、満足度の高い手術
法である。しかし術後は、機能的脚長差や術前からの筋力低下により、跛
行を呈する症例が散見される。今回、THA術後に生じた機能的脚長差に
着目したため報告する。【症例紹介】変形性股関節症と診断された 60 歳代
の女性である。3ヶ月前より股関節痛の増悪のため、当院紹介となった。
術前の股関節ROMは、屈曲 85̊、伸展�15̊、外転 20̊、内転 10̊ であり、
筋力は腸腰筋、大殿筋、中殿筋が 2であった。【経過】後方アプローチに
てセメントレスTHAを施行した。翌日より歩行練習が許可されたが、伸
び上がり歩行を呈していた。術後ROMは、屈曲 70̊、伸展�10̊、外転 20̊、
内転�10̊ であった。棘果長に差はなく、大転子に圧痛がみられ、皮膚の柔
軟性は低下していた。運動療法は、梨状筋と大殿筋、大腿筋膜張筋のスト
レッチング、大転子周囲の皮膚のモビライゼーションを実施した。術後 4
週時、機能的脚長差は消失し、歩行が安定したため退院となった。【考察】
THAは除痛効果に優れ、良好な成績が得られる一方、術後に跛行を呈す
る症例が散見される。その要因の一つとして、骨盤傾斜に伴う跛行が挙げ
られる。跛行を呈する原因は、術式を考慮すると、大殿筋や梨状筋の損傷
と周囲組織へ炎症が波及することで股関節内転制限を引き起こし、骨盤
傾斜が生じていると考えられた。運動療法は、梨状筋を中心とした後外側
組織にアプローチした結果、股関節内転制限が改善し、機能的脚長差が消
失したと考えられた。
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O-86-5 脳梗塞による右片麻痺と急性動脈閉塞による
右下腿切断の重複障害者のリハビリテーショ
ン経験

○
さ と う

佐藤 みなみ、高橋 宏幸、星 永剛
NHO 村山医療センター リハビリテーション科

【はじめに】
片麻痺と下肢切断の重複障害の報告例はあるが、重複する障害の発症間
に数年の時間を経ている。これらは麻痺側切断、非麻痺側切断に関係なく
歩行能力獲得例は少ない。本症例は脳梗塞右片麻痺と高次脳機能障害、脳
梗塞発症直後の麻痺側下腿切断の併発に加え、切断側膝関節屈曲拘縮等
の廃用症候群に陥っていた。この症例の義足歩行獲得に向けたリハビリ
を経験したので報告する。
【経過】
50 代男性。発症前のADLは自立、就労もしていた。X年Y月脳梗塞右片
麻痺発症し急性期病院に搬送、入院し保存加療となった。発症翌日に右膝
窩動脈急性閉塞を発症したため下腿切断施行。Y＋2月に療養型病院転院
し PT�OT�ST開始、Y＋5月義肢装着訓練目的に当院転院。
＜初期＞BRSは上肢 1手指 1下肢 3。感覚は軽度鈍麻。筋緊張は右上下肢
と体幹ともに低緊張。高次機能障害は簡単な指示が入る程度の重度混合
性失語症。ROMは右膝関節伸展－55 度。BI10 点、端座位保持自立、平行
棒内片脚掴まり立ち遠位監視。
＜PT介入＞残存能力の中で義足装着下での歩行練習が可能になるか、膝
立ち位等行い評価、訓練した。改善徐々に見られ、義足作成、装着により
ROM、立位動作等更なる回復が見込めると判断し大腿カフ付、ステップ
ロック式膝継手付き差し込み式下腿義足作成した。義足調整や歩行練習、
右膝関節ROM改善を主目的に適宜必要な PTを行った。また日中も義足
を付けて生活し、身体認知形成を促す等の工夫をした。
＜Y＋10 月＞主な変化としてROM右膝関節伸展－25 度。BI60 点。歩行
動作 4点杖 50m連続歩行可能となる。
【結語】
右片麻痺、高次脳機能障害と下腿切断の同時発症例でも、歩行能力を獲得
する可能性が示唆された。

O-86-6 中高年男性に対するACL再建術後リハビリ
テーションの経験～Closed Kinetic Chain
トレーニングに着目した一症例～

○
い い だ よしのり

飯田 圭紀、浅野 直也
国立長寿医療研究センター 機能回復診療部

【はじめに】Closed Kinetic Chain（以下 CKC）トレーニングは膝前十字靭
帯再腱術後（以下ACL再建術後）の膝関節機能回復に対し有効とされて
いる。そこで今回、左ACL再建術後の患者に対しCKCトレーニングを中
心としたリハビリテーションを経験したので報告する。【症例紹介】本症
例はスキー中に転倒し、ACL断裂を受傷した 40 歳代の男性である。ス
キー中に転倒した後、左膝関節に痛み、腫れ、膝折れが認められ受傷 1
日後に近位外来受診。受傷後 2日目にMRI 上左ACL断裂認められ、受傷
後 3日目に当院紹介受診。受傷後 79 日目に再腱術目的で当院入院。受傷
後 81 日目再腱術施行された。術後 1日目より理学療法開始し、術後 7
日目より ROM訓練開始。術後 14 日目より 1�2 荷重開始し、術後 22 日目
で自宅退院、外来リハへ移行。術後 30 日目で全荷重開始し、現在も外来
リハ継続中である。【理学療法】理学療法では、介入当初より膝蓋骨モビ
ライゼーションと体幹・両下肢筋力増強訓練中心に実施、1�2 荷重開始時
期よりClosed Kinetic Chain トレーニング中心に訓練実施している。その
結果、筋力測定は、ANIMA社製 μTasF�1 のハンドヘルドダイナモメー
ター（HHD）を使用し、術後 7日目の膝関節伸展筋力は右 36.0kgf、左 35.7
kgf、膝関節屈曲筋力は右 16.3kgf、左 8.3kgf。術後 22 日目の膝伸展筋力は
右 39.3kgf、左 36.6kgf、膝関節屈曲筋力は右 18.4kgf、左 11.2kgf と改善傾
向。歩行は術後 14 日目より片松葉杖歩行、術後 30 日目より独歩開始と
なった。【まとめ】今回、中高年男性に対するACL再建術後リハビリテー
ションを経験したので報告した。理学療法はClosed Kinetic Chain トレー
ニングを中心に実施している。

O-86-7 ハンセン病患者における足底感覚と歩行時平
均足底圧分布の関連性

○
お く ゆ う き

於久 有希1、田代 祥一1,2、後藤 直生1、菅野 大洋1、
遠藤 則夫1、朝戸 裕1

国立療養所多磨全生園 リハビリテーション科1、
慶應義塾大学 医学部 リハビリテーション医学教室2

【背景】末梢神経が侵されるハンセン病では、後遺症として四肢感覚障害
が頻繁に認められる。末梢神経障害を背景として足底に潰瘍や胼胝が形
成される症例も多いが、これには局所の感覚障害と足底圧が関係してい
ることが考えられる。これまでハンセン病患者において総合的な足底感
覚の指標が最大足底圧に影響を及ぼすことは知られていたが、渉猟する
限り知覚障害の分布の影響に関する報告はない。そこで本研究では、足底
感覚と歩行時平均足底圧分布との関係を検討した。【方法】対象は本研究
に同意を得たハンセン病患者 3名とした。足底感覚は、臥位閉眼下で被検
者の足底に SW知覚テスターを押しつけ、感覚下限閾値を記録した。歩行
時足底圧は、足底圧測定装置（Fスキャン）上を自由歩行させ、計測され
る歩行時平均足底圧分布により評価した。これらを、第 1～5趾腹、前足
部の内側・中央・外側、中足部の内側・中央・外側、踵部の計 12 部位に
てそれぞれ評価した。【結果】各症例における知覚は、第 1症例では左踵
部に、第 2症例では右前足部内側、第 3症例では左前足部中央で、最も感
覚閾値が低かった。興味深いことに、歩行時平均足底圧分布の評価でも、
上記と同じ部位に最大荷重が観察された。【考察】全ての症例で、感覚閾
値が最も低い場所に最大荷重が観察された。健常者の足底冷却による感
覚障害モデルでは感覚閾値の高い部位で足底圧が減少することが知られ
ており、同様の傾向であった。感覚機能が最も残存する箇所で荷重をする
ことは創傷予防に有用であり、合理的な結果と考えられた。今後はどのよ
うな症例で潰瘍や胼胝がみられるかについてなども含め、症例数を増や
して検証していく。

O-86-8 ハンセン病入所者における転倒の危険因子の
検討～特に下肢機能と歩行補助具の関与につ
いて～

○
た い ち は る お

泰地 治男1、大丸 幸二1、細谷 隆博1、河西 純1、濱本 和恵2、
三ツ井 貴夫3

国立療養所大島青松園 整形外科リハビリテーション部1、
国立療養所大島青松園 医療安全管理室2、NHO 徳島病院 臨床研究部3

【はじめに】ハンセン病入所者（以下：入所者）の症状として主に末梢神
経障害と皮膚症状があり、病状の進行とともに四肢の変形や神経麻痺、筋
萎縮や欠損を合併し、ADL制限を来たす。さらには入所者の社会的背景
や高齢化により転倒の発生率は高く、QOLの低下が危惧されている。そ
こで我々は、入所者を転倒の有無 2群に分け、種々の運動機能および下肢
機能障害と歩行補装具の使用が転倒に関与しているか否か検討した。【対
象】入所者 31 名に対し、問診と診療録から過去 2年間の転倒の有無を分
類した。転倒群は男性 7名、女性 8名の計 15 名、非転倒群は男性 7名、
女性 9名の計 16 名。【方法】運動機能として 10m歩行を 3回実施し、歩
行速度と歩幅の平均値を算出した。Time Up & GoTest（以下：TUG）は
通常の速さで 1回実施、ADLの指標としてBarthel Index（以下：BI）を
使用し、それぞれ転倒の有無 2群間で比較した。次に転倒と足部感覚障害
および足部病変形の有無、転倒と装具着用および歩行補助具の使用の有
無について群分けし関連性を検討した。【結果】転倒群は非転倒群に比べ、
歩行機能は低下し、TUGでは有意に遅く（p＜0.05）、BI でも有意に低下
していた（p＜0.01）。また転倒と足部感覚障害および足部病変形、装具着
用とは関連が低かったが、歩行補助具の使用とは非常に強い相関が得ら
れた（p＜0.01）。【考察】本研究結果から、ハンセン病入所者は、他の疾患
患者と同様に、歩行機能およびADLの低下が転倒の誘引になっているこ
とが示唆された。このことは、入所者に対しても、平素からの日常生活動
作やリハビリテーションにより運動機能を評価し、全身状態を把握して
おくことが転倒予防に重要であると考えられた。
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O-86-9 虚弱高齢者における下肢支持性評価法として
の下肢荷重率測定の有用性

○
か し ま けんさく

加嶋 憲作、馬渕 勝、峯田 拓也、河邑 貢、大菊 覚、
津田 泰路

NHO 高知病院 リハビリテーション科

［目的］本研究の目的は，市販体重計を用いた下肢荷重率測定が虚弱高齢
者の下肢支持性を反映する評価法になり得るか否かについて検討するこ
とである．［対象と方法］対象は，日常生活の一部に介助を要する高齢入
院患者 89 名である．中枢神経疾患や明らかな荷重関節の整形外科疾患，
認知症を有する者は対象から除外した．下肢荷重率の測定は，市販体重計
2台に左右の脚をのせた立位で行った．片側下肢に最大限体重を偏位させ
るように指示し，約 5秒間安定した姿勢保持が可能であった荷重量（kg）
を体重（kg）で除した値を下肢荷重率（％）とした．下肢支持性の指標と
して，等尺性膝伸展筋力，片脚立位時間，歩幅を測定し，下肢荷重率との
関連について検討した．統計解析には pearson の相関係数を用い，危険率
5％を有意水準とした．［結果と考察］下肢荷重率と等尺性膝伸展筋力，片
脚立位時間，歩幅との間には，それぞれ r＝0.62，0.51，0.70 の有意な相関
関係を認めた（p＜0.01）．このことは，下肢荷重率が重心移動および片側
下肢での体重を支持する能力を反映することを示唆している．下肢機能
および移動動作能力の定量的評価法は多数あるが，高価な機器，スペース
や時間を要すものや，測定の難易度が高く，虚弱高齢者では実施が困難な
場合も少なくない．一方，下肢荷重率は，測定が簡便で汎用性に優れてお
り，身体能力が著しく低下した者にも十分適応可能である．以上のことか
ら，下肢荷重率測定は虚弱高齢者における下肢支持性の有益な指標にな
り得るものと考えられた．今後，虚弱高齢者に対する下肢荷重率の臨床応
用に向けて，動作能力やバランス指標との関連についての検討を課題と
する．

O-87-1 長期の訓練経過を経て不注意優勢型注意欠
如・多動症、学習障害（LD）疑いの診断に至っ
た構音障害の一症例

○
いしかわ か ず よ

石川 和代、鶴岡 弘美、栁田 和子、臼井 智子、高橋 純哉、
西山 正紀、増田 佐和子

NHO 三重病院 リハビリテーション科

【はじめに】小児の構音訓練の進捗状況は児の持つ様々な特性に影響され
る。今回構音障害を主訴に受診、訓練終了まで約 1年 6ヵ月を要し小児神
経科にて不注意優勢型注意欠如・多動症、学習障害（LD）疑いの診断に
至った症例を経験したため報告する。【症例】7歳 3ヵ月。（初診時 3歳 8ヵ
月）男児。【経過】三歳児健診で構音障害、言語発達遅滞を指摘され耳鼻
科を受診した。聴力は正常だった。4歳 0ヵ月時の構音検査では複数の音
に誤りがあったが、絵画語彙発達検査では語彙年齢 4歳 3ヵ月で言語発
達に問題はなく経過観察となった。構音に改善を認めず 4歳 10 ヵ月時に
訓練開始となった。訓練では母親への依存が強く課題に集中しがたい状
況が続いた。舌運動は可動域に比し巧緻性に欠き、訓練室や待合室では椅
子にきちんと座れなかった。経過中舌小帯短縮症を認め、5歳 10 ヵ月時に
舌小帯形成手術を施行され、術後 13 回の訓練で構音は概ね改善し就学を
機に終了した。7歳 3ヵ月時、母親より構音状況悪化、書字困難、学業不
振についての相談があり再評価をした結果、構音障害の再発を認めた。ま
た語彙年齢は 9歳 3ヵ月と遅れは認めなかったが、書字障害が疑われた
ため、小児神経科で精査を行った。これまでのエピソードや発達検査の結
果から不注意、聴覚情報処理の弱さが明らかとなり不注意優勢型注意欠
如・多動症と LD疑いと診断された。こうした本児の障害特性が訓練時
の不適応行動や構音障害の再発の要因となったと推察された。【結論】多
動優勢型に比べて不注意優勢型注意欠如・多動症は幼児期には気付かれ
にくいが、訓練経過において何らかの問題がある場合には発達障害の可
能性も考慮する必要があると考えた。

O-87-2 14年経過した脳腫瘍 γ �ナイフ治療後の高次
脳機能障害例への介入

○
よ し だ ま ゆ み

吉田 眞由美、若狭 枝乃、吉沢 和朗
NHO 水戸医療センター 神経内科 言語治療室

【はじめに】今回、我々は 14 年前に脳腫瘍の治療を受け、残存した高次脳
機能障害に対し全く訓練治療が実施されず、現在に至った症例に対し、リ
ハビリを外来で実施する機会を得た。短期間のリハビリにより、表情が豊
かになり遂行機能が改善され、生活の質が向上したので報告する。【症例】
38 歳 女性 2002 年に頭蓋咽頭腫と診断され、脳外科的治療を受けた
後、自宅療養しながらてんかんと尿崩症などの内服治療を外来で受けて
いた。最近、母親に勧められ、単純作業を主とするアルバイトを始めた所、
同僚に精神手帳の取得を勧められ、当院脳外科外来経由で言語治療室紹
介となった。【神経心理学的所見】WAIS�3 : VIQ＝67 PIQ＝86 FIQ＝
73 VC＝76 PO＝89 WM＝76 PS＝60 人格礼儀は保たれているが
ぼんやりとした印象。無表情。遂行機能障害・ワーキングメモリーの低
下・知識の運用障害による喚語困難・処理速度の著しい低下・動作緩慢
【経過】検査の結果、社会的行動異常や機微読みなどには問題がなく、脳
トレを受けることにより高次脳機能に改善の余地があり、生活の質が上
がる可能性が高いと判断し、母親と本人に説明すると両者とも、ST訓練
を希望されたため、週 1回の外来受診を開始した。【結果】各 3単位（60
分）、計 5回の外来受診後には処理速度の改善が見られ、笑顔で短文レベ
ルの報告ができるようになった。又業務でもメモを見ずに仕事が遂行で
きるようになり、臨機応変な対応が時々見られるようになった。検査結果
にも改善が見られた。【結語】検査結果の解釈、訓練内容、改善した項目
と変化のなかった項目に関して考察を踏まえて発表したい。

O-87-3 長期のリハビリテーションにより摂食嚥下機
能が改善したワレンベルグ症候群の一例

○
こ じ ま かおり

小島 香、尾崎 健一、原田 恵司、戸田 合香、宮岡 華奈子
国立長寿医療研究センター 機能回復診療部

【はじめに】ワレンベルグ症候群は嚥下中枢の存在する延髄が直接損傷さ
れるものであり、脳卒中による摂食嚥下障害は一週間程度で改善する例
が多いが、ワレンベルグ症候群では重症例が多く認められる。摂食嚥下障
害患者のリハビリテーションのあり方を検討する目的で当院に入院した
ワレンベルグ症候群の一例について検討したため報告する。【症例】70
代女性。MRI 上で左延髄外側部に脳梗塞認め入院。入院前は要介護 2で
サービス利用しながら独居であった。既往に糖尿病、軽度アルツハイマー
型認知症を認めた。9病日より摂食嚥下障害に対する言語聴覚療法を開始
し、36 病日で回復期病棟転棟、100 病日に胃瘻造設術施行、154 病日で退
院となった。【結果】入院中に嚥下造影検査（以下VF）を行い、定期的に
嚥下機能評価・訓練方法の検討を行った。初回VFを 33 病日に実施した
が、嚥下惹起が認められず、間接訓練の継続に留まった。2回目VFは 50
病日に実施し、右側臥位・頸部左回旋の姿勢で濃いとろみで嚥下惹起が
認められ直接訓練の開始となった。その後も月に 1回程度の検査を継続
し座位頸部左回旋の姿勢で JSDR分類 2のミキサー状の嚥下調整食の摂
取が可能となった。認知機能面において検査を実施した結果、MOCA�J
12、FAB8、コース立方体組み合わせテスト IQ51 であり、認知機能面に
おいて全般的に低下がみられた。嚥下時の環境や形態への理解が不十分
で、食事の際や日中の見守りが必要であり 3食経口摂取には至らなかっ
た。【考察】継続して訓練を行うことで重度摂食嚥下障害でも経口摂取の
改善が可能であるが、高齢の摂食嚥下障害患者においては、経口摂取の継
続には認知機能の低下が影響することがあると考えられた。
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O-87-4 小児に対する新たなVE検査方法の試み

○
や ま だ だいすけ

山田 大介1、白川 ミミ1、三浦 大毅1、黒田 令子2

NHO 弘前病院 言語療法室1、NHO 弘前病院 耳鼻咽喉科2

【はじめに】医療の進歩とともに低体重出生児の出生数は増加傾向にあ
り、低体重出生児には生下時から哺乳障害・嚥下障害を呈する場合も少
なからず認められる。そのためNICU入室中から言語聴覚士が関与する
機会が多くなっている。嚥下機能評価には反復唾液飲みテストや水飲み
テストなどの簡易な評価方法と、嚥下内視鏡検査（VE）や嚥下造影検査
（VF）など設備や準備の必要な評価法があるが、小児特に乳幼児では成人
の嚥下障害患者のように指示を理解し実行することが極めて困難であ
る。小児でも比較的理解しやすく協力を得られやすいと考えられるVF
でも、被爆や誤嚥のリスクが高くスクリーニング検査としては有効な手
段とは言えない。今回我々は小児でも可能な嚥下反射テストをVEに取
り込み運用した結果、一定の効果が得られたので報告する。【方法】当院
小児科から哺乳障害・嚥下障害が疑われ、当科に紹介を受けた小児に対
し、一般診察の後、内視鏡挿入直前に 3Fr 経鼻カテーテルで着色水 0.1
ml ずつ咽頭に滴下し、嚥下反射の有無を確認した。嚥下反射が確認され
たら、経鼻カテーテルから 0.2ml ずつ咽頭に滴下し嚥下状態を内視鏡的に
評価した。【結果】生後 1ヶ月から 1歳 6ヵ月までの 7名の児に計 14 回本
法を実施し、すべての児で評価可能であった。【考察】小児において通常
のVE検査法では、啼泣状態で経口摂取は困難で評価できなかったが、本
法では啼泣状態でも嚥下評価が可能であった。しかしながら安全に検査
を行うには患者の状態を注意深く観察し、咽頭への滴下のタイミングを
計るなど、術者に高度な技術が必要であり、今後はマニュアルの作成が望
まれる。

O-87-5 「当院における摂食機能療法の効果につい
て」～摂食・嚥下質問紙による検討～

○
さ か い みつあき

酒井 光明1、荒畑 創1、赤崎 卓1、穴井 久美子1、海老沢 真1、
上野 佳代子1、川淵 正人1、武末 史知子1、井形 勉2、梅本 丈二3

NHO 大牟田病院 摂食機能療法チーム1、
NHO 大牟田病院 リハビリテーション科2、福岡大学病院 歯科口腔外科3

【目的】摂食機能療法とは摂食機能障害患者に実施できるサービスであ
る．当院は摂食機能療法チームを組織し平成 25 年 2 月から摂食機能療法
を展開している．摂食機能療法介入時は開始前と開始一ヶ月毎に摂食・
嚥下機能評価を実施している．その一つに大熊らが開発した摂食・嚥下
障害の質問紙を用いている．本質問紙は 15 の質問項目からなり，各質問
に対しA：重い症状，B：軽い症状，C：症状なしの三段階で回答し，摂
食機能障害を効率よく評価することができる．今回，本質問紙に対する回
答結果を分析し，摂食機能療法の有効性を検討した．【対象と方法】対象
は，当院入院中で平成 25 年 2 月～26 年 5 月までに摂食機能療法を 3か月
間実施した患者 25 名（男性 17 名，女性 8名，年齢は 7～85 歳で平均
56.8±21.4 歳）とした．主な疾患は神経筋疾患，脳性麻痺などであった．
摂食機能療法の内容は，食物を使用した直接嚥下訓練や嚥下関連器官の
体操，口腔内のアイスマッサージなどであった．摂食機能療法開始前と終
了時に，本質問紙に回答させ，開始前と終了時のA，B，C，の回答数の
変化を検討した．開始前と終了時の回答が得られなかった 8名について
は対象から除外した．【結果及び考察】摂食機能療法開始前と終了時のA，
B，C，の回答数は，それぞれ合計 30 個（10％）から 23 個（7％），122
個（39％）から 104 個（34％），157 個（51％）から 182 個（59％）に変化
した．開始前と終了時のA，B，C，の回答数の間には有意差が認められ
た（p＝0.04）．摂食機能障害を示すAと Bの回答数が少なくなり，摂食機
能障害を疑わないCの回答数が多くなっていることから，摂食機能療法
により摂食機能障害を示す患者が減少したことが示唆された．

O-87-6 PSP�PNFAと考えられた3症例の検討

○
たにぐち ゆ り

谷口 百合1、宮田 七1、川道 久美子1、有井 敬治2、川村 和之2、
乾 俊夫2、三ツ井 貴夫2

NHO 徳島病院 リハビリテーション科1、NHO 徳島病院 神経内科2

【背景】進行性核上性麻痺（progressive supranuclear palsy ; PSP）はパー
キンソニズムに加え，認知機能障害，構音障害，筋強剛，姿勢反射障害な
どを特徴とする神経変性疾患である．我々は発症時にパーキンソン病
（parkinson’s disease ; PD）と診断された患者で発話において非流暢性と
語想起の困難さを呈した 3例を経験したので報告する．【対象と方法】患
者 1は 67 歳，女性，62 歳の時より，歩行時の易転倒性が出現．66 歳の頃
より，物品を見せた時に名称が出にくくなった．患者 2は 74 歳，女性，
72 歳時，歩行時のふらつきと物忘れが出現した．近医で PDと診断され
た．患者 3は 67 歳の女性，57 歳時にすくみ足で発症し，PDと診断され
た，2009 年に症状が徐々に進行し，転倒，発話障害，流涎が目立つように
なった．3例はすべて症状の左右差はなく，L�dopa は効果が乏しかった．
語想起の困難さと発話開始に時間を要することが共通していた．3例に対
し，音響分析，認知検査および頭部MRI を実施した【結果】認知検査は
患者 1でMMSE28 点，FAB12 点，患者 2でMMSE21 点，FAB9 点，患
者 3でMMSE26 点，FAB10 点と，前頭葉機能の著しい低下を認めた．頭
部MRI では中脳被蓋の萎縮と， 前頭葉の前方優位の軽度萎縮を認めた．
音響分析では語想起の困難さから発話の途切れと，声量の低下を認めた．
【考察】3例全て PDと診断され治療を開始されていたが，自発話の減少と
ともに語想起の困難さが著明となったことから PSP�PNFAが考えられ
た．

O-87-7 パーキンソン病関連疾患の発話障害と認知障
害

○
み や た なな

宮田 七1、谷口 百合1、川道 久美子1、乾 俊夫2、有井 敬治2、
川村 和之2、三ツ井 貴夫2

NHO 徳島病院 リハビリテーション科1、NHO 徳島病院 神経内科2

【目的】パーキンソン病関連疾患は進行性の神経変性疾患であり、種々の
運動・精神症状を合併する。本疾患では種々の発話障害が認められるも
のの、そのメカニズムについては十分な検討が行われていない。我々は
パーキンソン病（PD）及び進行性核上性麻痺（PSP）患者の発話に関し音
響分析、認知機能検査を行い、その病態について検討を加えた。【対象と
方法】対象は当院入院患者の PD・PSP12 例。PDは、平均Hoehn&Yahr
stage 3.2±0.2（mean±SD）。平均年齢 70.3±5.6 歳。平均罹病期間 6.2±3.2
年。PSP は、平均年齢 72.6±5.5 歳。平均罹病期間は 4.2±3.1 年。PD・PSP
患者に認知機能検査（MMSE・FAB）を実施し、発話（oral diadochokine-
sis : pa�ta�ka�pataka）の無音区間との関係を分析した。【結果】認知機能
検査では、PSPが PDより有意に低下していた。無音区間は、pa（口唇音）、
ta（前舌音）で PSPが PDよりも有意に延長していた。無音区間と認知機
能検査には PD、PSP ともに有意な相関は認められなかった。【考察】無音
区間が PDよりも PSP で延長していることは、発音の運動開始障害を反
映していると考えられた。PSPでは無音区間の延長が、前頭葉機能障害の
みならず認知機能全般と関係しているのではないかと考えた。
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O-88-1 サイトメガロウイルス肺炎治療後に進行性脱
力と意識障害で発症し播種性結核が診断され
た骨髄異形成症候群の1例

○
よしまつ てつゆき

吉松 哲之1、瀧川 修一1、井上 聡一1、河野 宏1、大津 達也1、
緒方 優子1、菊池 博1、中山 俊之2

NHO 西別府病院 内科1、厚生連鶴見病院 血液内科2

【症例】74 歳女性，主訴；両下肢脱力と意識障害．【病歴】2005 年 5 月再
生不良性貧血で免疫抑制剤，ステロイドと輸血が反復された．2012 年 11
月サイトメガロウイルス（CMV）肺炎でガンシクロビル治療が奏功した．
2013 年 1 月中旬下肢筋力低下，食欲低下出現．21 日前医入院．譫妄と意
識障害が出現，CMV再燃やA型インフルエンザ脳症が示唆された．2
月 7日喀痰抗酸菌塗抹陽性で結核疑いとして紹介．【現症】呼びかけに開
眼するも自発発語なし．いびきを伴う不規則呼吸．酸素 2L�分で
SpO298％瞳孔不同：右＜左，左対光反射減弱．結膜：貧血（�）黄染（�）
胸部：心音清．心雑音なし．呼吸音喘鳴（�）ラ音（�）腹部：著変なし．
浮腫（�）．神経所見：左動眼神経麻痺，咽頭反射減弱，舌根沈下．右上肢
脱力，両下肢Babinski（＋）．【画像検査】CTで両側上肺野にびまん性の
小粒状陰影．頭部CTで脳浮腫所見．骨髄液組織で抗酸菌陽性の類上皮細
胞肉芽腫と喀痰抗酸菌培養陽性で播種性結核と診断した．【経過】結核治
療と脳浮腫対策で意識障害は軽減したが両下肢麻痺が存続した．【考察】
本例の場合はCMV先行感染のび漫性CT画像と中枢神経症状が主体
だったことが播種性結核の診断を困難にしていた．

O-88-2 粟粒結核で脳結核、結核性髄膜炎を呈した1
例

○
かわかみ け ん じ

川上 健司1、山領 豪1、黒木 麗喜1、延末 謙一1、中根 俊成2

NHO 長崎川棚医療センター 呼吸器内科1、
NHO 長崎川棚医療センター 臨床研究部2

症例は 80 歳女性。主訴は食欲不振、意識障害。既往歴は高血圧と慢性心
房細動あり。前年に両膝人工関節置換術を受けていた。X年Y月は買い物
をしたりできるくらい元気であった。Y月中旬から食欲低下した。かかり
つけのA医院に受診して、Y月 25 日に B病院に紹介受診した。腹部CT
で癌性腹膜炎を疑われてY月 28 日に胃内視鏡を施行され多発胃潰瘍を
認めた。その夜に自宅ではじめて 38 度の発熱があり、救急車でB病院に
受診して入院となった。入院時は認知機能の低下あり、その後意識レベル
が低下。Y月 31 日に粟粒結核疑いで当院に転院となった。当院受診時は
意識レベル低下しており痛み刺激に反応する程度。項部硬直あり。瞳孔に
大小不同あり。入院した日に頭部造影MRI を施行して、脳結核、結核性
髄膜炎を認めた。入院した日から抗結核薬 INH、SMとデキサメサゾン
0.3mg�kg 開始。翌日から経鼻胃管を挿入してRFPを開始した。翌日の朝
から左上肢から始まる全身痙攣発作あり。ジアゼパム注射して痙攣は治
まったがフェニトインを開始した。結核菌は喀痰、尿、髄液から塗抹検査、
培養検査で陽性であった。治療によって肺病変は軽快傾向であったが、入
院 1週間後のMRI では新たな脳病変を認めた。脳結核は比較的まれな病
態であり、文献的考察を含めて報告する。

O-88-3 救急外来で行われる抗酸菌検査を標的にした
結核院内感染対策の導入とその評価

○
す ず き な お こ

鈴木 奈緒子、浅田 瞳、早川 恭江、加藤 稔、森下 拓哉、
後藤 拓也、荒川 美貴子、鈴木 純、片山 雅夫

NHO 名古屋医療センター 感染制御対策室

【目的】急性期病院は患者の高齢化により結核発病リスクの高い患者が集
り、一方医療従事者は若年や不規則勤務形態により結核易感染集団であ
るため、結核院内感染が課題になる。年間 7,000 台救急搬入のあるA病院
では、入院後に結核と診断された事例のほとんどが救急外来（ER）を経
由していた。そこでERで結核を疑い抗酸菌検査を実施した事例に対し、
時間外の直接塗抹検査だけでなく細菌検査室での集菌法による塗抹検査
や培養検査が行われたか ICTで検証、不足する検査のオーダーを依頼す
る対策を導入した。結核の早期発見を目指したこの対策の実態とその効
果を検討する。【方法】A病院の 2013 年 4 月～2014 年 3 月に時間外抗酸
菌検査を行った 142 事例、および 2010 年 4 月～2014 年 3 月の結核院内発
生数、結核診断前入院日数、接触者健診の IGRA検査実施職員数を対象と
し、時間外抗酸菌検査への ICTの介入の実態、および介入期（2013 年 4
月～）の結核院内発生状況についてピアソンの積率相関係数を用いて検
討、有意水準は p＜0.05 とする。【結果】時間外抗酸菌検査の 142 事例は、
抗酸菌陽性 5％、陰性 94％、保留 1％で、平均年齢 77.6 歳、男性 63％で
あった。抗酸菌培養や PCRなどの検査オーダーがないため担当医師に
オーダー追加を依頼した事例が 33 事例（23％）あった。期間中の結核院
内発生は年度順に 18、15、11、5 例、うち塗抹陽性 10、13、7、5 例、結
核診断前入院日数は延べ 364、198、270、50 日、IGRA検査実施職員数は
延べ 161、176、238、69 人であった。対策介入と結核発生数（r＝�0.360、
p＝0.012）、入院日数（r＝�0.434、p＝0.002）に負の相関がみられた。時間
外抗酸菌検査に絞った ICT介入は効率的で効果的であったと考える。

O-88-4 結核ユニットを有する呼吸器病棟の現状～ユ
ニット外の陰圧空調個室で初期対応した症例
の検討～

○
あ べ まさひろ

阿部 聖裕1、渡邉 彰1、植田 聖也1、佐藤 千賀1、市木 拓1、
佐久間 千代子2、篠原 智子2、若林 美代子2

NHO 愛媛医療センター 呼吸器内科1、NHO 愛媛医療センター 看護部2

近年、結核病床のユニット化や陰圧機能を有する病床単位での病床管
理が進んできている。平成 25 年 7 月より当院も結核病床は呼吸器内科病
棟にユニット化され 20 床に減少した。結核と診断されていない患者は呼
吸器科病床のユニット外 40 床の中の陰圧空調個室を利用し、必要な検
査・治療を行うようにした。今回平成 25 年 7 月から平成 26 年 4 月まで
に陰圧空調個室の利用の現状、個室から結核ユニットに転室する結核症
例や結核以外の症例等について検討した。約 90 名の患者が陰圧空調個室
に入室し、16 症例が肺結核として結核ユニット内に転室した。男性 9、女
性 7、年齢は 35 から 97 歳（中央値 79 歳）であった。多くは他院からの塗
抹陽性や画像的に肺結核が疑われた症例であった。結核の可能性が極め
て高いと判断されたのは 10 例、 中等度と判断されたものは 6例で肺炎、
塵肺、サルコイドーシス、肺非結核性抗酸菌症が鑑別に挙げられた。喀痰
塗抹検査ではー～±が 7例、1＋が 7例、2＋以上が 2例であった。ユニッ
トへ転室した症例の個室入室期間は 1から 2日間が最も多かった。他疾
患症例は肺非結核性抗酸菌症、肺炎、陳旧性肺結核、気管支拡張症などで
あった。結核医療機関の減少に伴いユニットが満床の場合や結核の確定
診断が得られていない場合、BCRの持つ意義は重要であり、迅速性やさ
まざまの場面でのより有用な管理・対応が望まれる。
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O-88-5 理解しやすい時期に合わせた患者教育に向け
て～入院期間に伴う結核患者の状態変化を調
査して～

○
いのうえ

井上 はるみ、渡邉 真紀、今井 与志子、来住 麻美、冨坂 和代
NHO 神奈川病院 看護部 結核病棟

【目的】結核患者は他の疾患の患者に比べ入院生活での規制が多い。その
ため身体的にも精神的にもストレスが蓄積されやすく、そのストレスを
発散しにくい傾向があり、患者教育に対する理解の妨げになる可能性が
あると考えた。そこで、入院期間に伴う健康状態や精神状態の変化を調査
し、患者教育の受け入れや理解の向上を望める時期を検討した。【方法】
調査期間に入院中及び入院した患者に研究調査の説明を行い、同意を得
られた患者 19 名を対象とした。調査冊子を配布し、その日の健康状態、
精神状態、知りたい事などの全 11 項目のアンケート調査を実施した。一
日一枚毎日同じ内容の調査用紙に記入していただき、その結果を点数化
し集計した。【結果】結核患者は入院中 80％近い日数、結核による症状や
薬の副作用など、何かしらの症状があった。食事摂取や睡眠、散歩ができ
ている日は 70～80％以上があった。体調と気分はほぼ同じ結果であっ
た。症状がある状況下でも、体調や気分の良い日が 50％近くあった。入
院中の 60％以上が何かしらのストレスを感じていた。入院後 2週目に入
ると 50％が慣れてきていると感じていた。【結論】1．入院中の結核患者
の多くは、ストレスや自覚症状を感じている。2．食事摂取や睡眠、活動
の状況だけでは、患者の評価は困難である。3．体調や気分の状況だけで
は、患者の評価は困難である。4．食事摂取や睡眠、活動は患者にとって
楽しみやストレス解消に繋がってる可能性が高い。5．入院 2週間目まで
の患者は不安や疑問が多く、把握に努める必要性がある。6．半数以上は
入院 2週目で生活に慣れたと感じており、患者教育を導入する事が望ま
しい。

O-88-6 結核感染対策を見直す～リンクナースの取り
組みと認定看護師の連携～

○
さ の む つ み

佐野 睦美、石倉 恵子、三上 聖子
NHO 相模原病院 外来

【はじめに】A病院では平成 25 年接触者検診において職員 1名がエリス
ポット陽転化し、結核疑い患者が入院する病棟の空気感染対策を見直す
必要があった。N95 マスク（以下マスク）は 1種類（折りたたみ式）の採
用であり、着用していても「苦しくない」と回答する職員が多くいた。シー
ルチェックを実施している職員はほとんどいなかった。また統一したマ
スクの管理もされていなかった。そこで、現場での感染対策を担うリンク
ナースと感染管理認定看護師が連携し、対策の見直しを行ったので報告
する。【活動の内容】1．採用マスクの変更、および装着方法とシールチエッ
クトレーニングの実施 2．定量フィットテストの実施：微粒再測定器によ
る漏れ率を確認し定量的に適したサイズ種類を選択 3．研修会後の追跡調
査 4．マスク保管ケースの導入 5．今後の活動計画【実際及び考察】1．新
採用マスクは 3種類と増やした。個人に適したマスクの選択が可能とな
り、シールチェック方法を習得できた。2．微粒再測定器による漏れ率を
確認し、定量的に適したサイズ種類を選択し、正しく装着する必要性が理
解できた。3．職員が入職時にマスク装着の実践指導ができていないこと
が判った。4．マスクの清潔かつ形状を保持した保管が可能となった。5．
リンクナースはマスク装着手順・シールチェック方法の実演指導する技
術習得が必要である。年 1回はスタッフにフィットテストを行いサイズ
の見直し、装着評価、管理方法など確認する。【終わりに】リンクナース
は感染対策に関する基礎を有し、病棟での問題点を考え自立した行動が
できるよう認定看護師は活動を支援し、感染対策活動を推進する必要が
ある。

O-89-1 脳死膵腎同時移植後のBKVirus 腎症に免疫抑
制剤の convert が奏功した1例

○
あおやま ひろみち

青山 博道1、西郷 健一1、長谷川 正行1、圷 尚武1、丸山 通広1、
大月 和宣1、松本 育子1、北村 博司2、野口 洋文3、浅野 武秀1,3

NHO 千葉東病院 外科1、NHO 千葉東病院 病理2、
NHO 千葉東病院 臨床研究センター3

症例は 51 歳女性。2010 年 12 月 I 型糖尿病に対し脳死膵腎同時移植施行。
免疫抑制はタクロリムス・ミコフェノール酸モフェチル・プレドニゾロ
ンを用いた。移植後、透析・インスリンから離脱した。2012 年 2 月脳梗塞
を発症し、クロピドグレル硫酸塩の内服を開始。外来Follow 中は Cre
値＜1.0mg�dL に落ち着いていたものの、2012 年 12 月頃より徐々にCre
値の上昇を認め、2013 年 1 月には 1.78mg�dL となり、拒絶またはBKVi-
rus 腎症を疑い入院、クロピドグレル硫酸塩をヘパリンへ convert した上
で腎生検を施行。BKVirus 腎症の診断となり、ミコフェノール酸モフェチ
ル→ブレディニン、次いでタクロリムス→シクロスポリンAとエベロリ
ムスに convert することで移植腎機能廃絶を回避する事が出来た。現在
Cre 値 3.0mg�dL 前後と高めではあるが安定している。BKVirus はポリ
オーマウイルス科ポリオーマウイルス属に分類されるDNAVirus であり
尿細管上皮に感染する。移植後の免疫抑制等で再活性化され、日和見感染
を起こす。BKVirus 腎症は、少ないながら移植腎機能を廃絶に至らしめる
こともあるが現在これに対する確立した治療法はない。当院でのBKVi-
rus 腎症例の経験や若干の文献的考察を加え検討し報告する。

O-89-2 地方病院で腎移植を増やす方策

○
すぎたに あつし

杉谷 篤1、奈賀 卓司1、久光 和則1、山本 修1、高橋 千寛2、
木村 真理3、浜副 隆一1

NHO 米子医療センター 外科1、NHO 米子医療センター 泌尿器科2、
NHO 米子医療センター 代謝内科3

本邦の生体腎移植数は 2012 年には年間 1,200 例に達した。人口の都市
集中、地方での少子高齢化、医療ニーズの変化が急速に進行しており、地
方では慢性腎不全に対する腎移植という選択も限定されている。当院は
県内唯一の献腎移植施設、HLA検査施設で、外科、泌尿器科を中心にし
た移植チームを作り、2012 年以降 11 例の生体腎移植を実施したので、そ
の経験をもとに腎移植を増やすために、我々ができることを考えてみた
い。これまで、新規免疫抑制療法の登場、生体腎採取に内視鏡手術導入を
契機に、ABO血液型不適合・既存抗体陽性例の移植、小児腎移植、再移
植、先行的腎移植が増えてきた。同時に、移植に関連した法整備、ネット
ワークなどのシステム整備、登録システム、実践的なガイドライン作成、
メディア報道も腎移植数の増加に寄与した。我々は、一般市民・透析患者
を対象にした腎不全と腎移植を理解してもらう市民講座の開催、透析ス
タッフへの啓発、腎臓内科医、透析医、小児科医を対象にした勉強会を開
催してきた。院内整備として、移植Co の育成、マニュアル作成、病院全
体の勉強会、移植手術の指導を行い、術前から術後外来管理にいたるチー
ム医療が具現できるようにした。透析患者の悪性疾患手術、透析合併症に
対する診断や専門領域との連携はもとより、我々自身が維持透析患者の
管理、血漿交換などの血液浄化療法、シャント閉塞の緊急手術、硬化性腹
膜炎の手術、多発性嚢胞腎・肝に対する減量手術を行って、透析医から信
頼を得るように努めた。紹介先には手術動画や生検組織像を含めた詳細
な手術記事、退院報告を送付した。
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O-89-3 透析再導入患者と再移植患者の心理的変化

○
す や ま み ず ほ

須山 瑞帆1、杉谷 篤2、福田 奈津美1、奈賀 卓司2、久光 和則2、
山本 修2、高橋 千寛3、木村 真理4、浜副 隆一2

NHO 米子医療センター 透析室1、NHO 米子医療センター 外科2、
NHO 米子医療センター 泌尿器科3、NHO 米子医療センター 代謝内科4

腎移植患者にとって透析再導入となることは、身体的、精神的なショッ
クを乗り越えなければならない。我々は最近、2人の透析再導入患者を経
験したので、維持透析を続ける思いを検討した。症例 1は 49 歳男性。32
歳時に父親をドナーとする生体腎移植を受けて 14 年目の 2012 年 11 月
23 日、慢性拒絶と腸結核、粟粒結核が原因で透析再導入となった。残存し
ていた右上腕シャントを使って週 3回の穿刺を開始した。抗結核薬 3剤
と免疫抑制は少量のステロイドのみで維持透析を継続している。退院後
は生活保護を受けて一人暮らしをしている。移植腎を喪失した失望は大
きいが、死を覚悟した状態から生還できた安堵感もあるので、自己管理が
甘くなり日常生活や食生活の乱れがあって透析前の体重増加が著しい。
症例 2は 59 歳男性。44 歳時に母親をドナーとする生体腎移植を受けて
15 年目の 2013 年 5 月 1 日、慢性拒絶が原因で透析再導入となった。抗ド
ナー抗体陽性の妻からのABO不適合二次移植に期待を持ちながら週 3
回の維持透析を続けた。腎不全に伴う腎性貧血、透析困難症、掻痒感が強
く、二次移植に向けての免疫抑制療法の副作用もあって、不安と期待が交
錯しており、不眠薬を服用している。半年間の脱感作療法ののち、2013
年 11 月に妻よりの二次移植を受けた。現在は拒絶反応の兆候もなく、良
好な移植腎機能で経過しており、健康をとりもどして社会復帰したこと
により心も落ち着き、充実した日々を送っている。透析再導入による日常
生活の制限、精神的苦痛は初回の透析導入時よりも大きく、再移植が成功
した時の充実感は、いずれも初回の時とは大きく異なる。

O-89-4 県内唯一のレシピエント・コーディネーター
（RCo）としての役割

○
なかやま あ や こ

中山 綾子1、杉谷 篤2、奈賀 卓司2、久光 和則2、山本 修2、
高橋 千寛3、浜副 隆一2

NHO 米子医療センター 看護部1、NHO 米子医療センター 外科2、
NHO 米子医療センター 泌尿器科3

当院は鳥取県における唯一のHLA検査センター、献腎移植施設とし
て、2011 年までに 38 例の生体および献腎移植を施行してきた。2012 年は
3例、2013 年は 7例，2014 年は 1例の生体腎移植を施行し、7月以降は 2
例の生体腎移植を予定している。今回、本県初で唯一となるレシピエン
ト・コーディネーター（RCo）を取得し、移植外来患者の管理料も算定で
きるようになった。長期外来患者、生体腎移植希望患者、献腎移植登録患
者、ドナーCo との業務を通じて、Rco の役割を報告する。1）長期外来患
者：定期健診の予約、診察、不意の体調変化に外来担当看護師、移植医と
協力して対応し、患者個人データのまとめ、2）生体腎移植希望患者：ド
ナーとレシピエントの 1次検査とHLA検査の説明、運転免許証による本
人確認、戸籍謄本などによる間柄確認、インフォームド・コンセントの立
会、医療保険・入院手術費用の説明、移植手術の際には、双方の手術経過
を外回りとして記録、調整し、待合室の家族との連絡、手術後は病棟ス
タッフと協力して、VSや検査結果のチェック、家族説明への同席、不安
や質問への対応、3）献腎登録患者：個人票の生理、連絡、HLA検査の手
配、県Co との連絡、4）ドナー Co：院内や県内の講演会、市民公開講座
の開催、支援、啓発活動を行ってきた。今後は鳥取県全体の腎移植の啓
発・普及、さらなる症例数の増加に寄与したい。

O-89-5 血液透析患者に対してGemcitabine�Car-
boplatin 併用療法を行った転移性尿路上皮癌
の2例

○
おおいわ ゆ う こ

大岩 裕子1、山崎 智也1、藤田 竜二1、津島 知靖1、新 良治2

NHO 岡山医療センター 泌尿器科1、NHO 高知医療センター 泌尿器科2

腎不全患者に対する抗癌剤使用の指針はない。血液透析施行中の尿路上
皮癌患者に対してGEM併用化学療法を行った症例を 2例経験したので
文献的考察を踏まえ報告する。症例 1 : 74 歳男性。200X年右尿管癌に対し
右腎尿管全摘除術施行（UC，G2，pT3pN0）。術後補助療法としてMEC
（MTX、EPI、CDDP）療法 2コースが行われ、その後経過観察となった。
腎機能悪化のため 200X＋3 年より血液透析導入となり、週 3回の外来維
持透析を行っていた。200X＋5 年 CTで大動脈～右総腸骨動脈周囲にリ
ンパ節腫脹を認め、経過より尿路上皮癌の転移と診断。GEM1000mg
＋CBDCA150mg を 4 コース施行、リンパ節転移の縮小を認めた。その後、
外来維持化学療法GEM800mg＋CBDCA100mg を 1.5～2 ヵ月毎継続。一
時期 PRを維持していたが、肺・肝・骨転移出現、維持化学療法継続する
も PD、全身状態悪化のため投与中止、その後死亡。症例 2 : 78 歳男性。
200Y年左腎盂癌に対し左腎尿管全摘徐術施行（UC，G2，pT3pN0）。200
Y＋9 年膀胱癌に対し右腎尿管・膀胱全摘除術施行（右腎盂；UC，G3，
pTis、膀胱；UC，G3，pT4a pN1 M0）、血液透析導入。200Y＋10 年肺転
移、傍大動脈リンパ節転移出現。外来維持化学療法GEM800mg＋CBDCA
100mg 投与開始。その後肝転移出現、翌年 PDと判断しGEM700mg
＋PTX140mg にレジメン変更。肺転移の縮小を認めるも肝転移、リンパ
節転移の増大を認め投与中止、緩和治療を主体とした治療方針となった。

O-89-6 慢性腎臓病（CKD）教育入院患者における血圧
日内変動異常についての検討

○
かわぐち たけひこ

川口 武彦、山川 貴史、樋口 貴士、花岡 美貴、首村 守俊、
小林 克樹、関 直人、今澤 俊之、西村 元伸

NHO 千葉東病院 腎・糖尿病・内分泌内科

【背景】1週間の慢性腎臓病（CKD）教育入院において、減塩食事療法を
行うと高血圧および尿蛋白については短期間で改善されるが、血圧日内
変動異常が改善するかについては明らかではない。
【目的】千葉東病院で教育入院を行ったCKD患者に対して、入院時と退院
時における血圧日内変動異常の変化について検討した。
【方法】2014 年 4～5 月に検査教育目的で入院した 21 名の保存期CKD
患者（stage G3�5）を対象に、入院日と退院前日（第 6病日）の 24 時間
血圧測定を施行し、non�dipping（夜間血圧の低下＜10％）の現状と入院
中の変化について検討した。なお入院中に降圧薬の調整は行わなかった。
【結果】患者背景として、平均年齢は 69.7±12.4 歳、男性の割合は 57.1％、
平均 eGFRは 28.2±18.7ml�min�1.73m2、原疾患が糖尿病である割合は
38.1％であった。入院時の 24 時間平均血圧の平均は 134±22�75±10
mmHgであり、non�dipping を呈する患者の割合は全患者の 52.3％（11
名）であった。退院前の 24 時間平均血圧の平均は 128±21�72±8mmHg
であり、入院時の 24 時間平均血圧との間には統計学的に有意な差が見ら
れたが（paired t�test，P＝0.017）、non�dipping が改善したのは 1名
（9.1％）のみであり、入院時に non�dipping を呈していない患者 10 名のう
ち 2名（20.0％）は退院前に non�dipping が顕在化した。
【考察】1週間の減塩食事療法によって高血圧は改善するものの、血圧日内
変動異常として non�dipping パターンに有意な変化は見られなかった。
non�dipping パターンは心血管予後と関連することが示唆されており、
CKD患者における non�dipping の病態について検討が必要である。
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O-90-1 小児てんかん患者の骨・関節合併症

○
えいもり け い こ

榮森 景子、内山 政二、高橋 美徳
NHO 西新潟中央病院 小児整形外科

【背景および目的】てんかん患者は本邦総人口の約 1％も占める大集団で
ある．患者の多くは小児期にてんかんを発症し，種々の骨・関節病変を伴
うが，それに関する報告は殆どない．本研究では小児てんかん患者の骨・
関節合併症の臨床像を調査・考察する．【対象】2011 年 4 月～2014 年 1
月に当院小児整形外科を受診したてんかん患者 28 人（男 17 人，女 11
人）を調査した．調査時平均年齢は 12.7（1.0�23.3）才．基礎疾患は脳性
麻痺 5人，West 症候群 3人，Lennox�Gastaut 症候群 2人，片脳症 2人，
脳炎後遺症，ミトコンドリア脳筋症，海綿状血管腫，Angelman 症候群，
胎児性ヒダントイン症候群およびCATCH22 症候群，先天性水頭症，Rett
症候群が各 1人原因不明の難治性てんかん 8人であった．【調査項目】
骨・関節病変，現在ADL，てんかん発症年齢，抗てんかん薬内服状況．
【結果】側弯 13 人，足部変形 9人，股関節亜脱臼 4人，膝屈曲痙縮 2人，
DDH1 人，Sprenger 変形 1人が見られた．ADLは独歩可能 16 人，独歩
不能 12 人で，それらのうち側弯症は各々 6人（37.5％），7人（58.3％）に
認めた．また，足部変形は独歩群で 8人（50.0％），独歩不能群で 1人
（8.3％）と，偏りが見られた．てんかん発症年齢は 2.36 才（0�12.6）であ
り，14 人（50.0％）が 1歳未満での発症である．抗てんかん薬は 26 人
（92.9％）が内服し，平均薬剤数は 2.78 剤であった．【考察】小児てんかん
患者の骨・関節合併症は，独歩群では足部変形が，独歩不能群では側弯が
最も多く見られた．足部変形の進行には荷重が関与する傾向がみられた．
一方，側弯症は荷重に関わらず，寝たきり例でも進行していた．てんかん
の基礎疾患は多岐にわたるが，骨・関節病変の進行には共通した傾向が
あり，若年発症例を経過観察する上で留意点となり得る．

O-90-2 思春期特発性側弯症（adolescent idiopathic
scoliosis : AIS）に対するSRS�22を用いた
アウトカム評価

○
ま ち だ まさふみ

町田 正文、八木 満、三宅 敦、竹光 正和
NHO 村山医療センター 骨運動器疾患臨床研究センター

【目的】AIS において肩バランス、肋骨隆起やウエストラインの左右差は
術後の患者満足度に影響を与える。本研究の目的は、患者の外観評価や手
術満足度への影響を SRS�22 質問票を用いて明らかにすることである。
【対象と方法】2005 年から 2010 年の間にAIS に対し、後方固定術を施行
した 58 例を対象とした。手術時年齢は平均 14.5 歳であった。肩バランス
はX線像上のCA、RSHを、RHは scoliometer により計測した。術後平
均 4年 7ヵ月後に SRS�22 質問票による調査を行った。【結果】術前Cobb
角は平均 58.5̊ が術後 16.5̊、矯正率は平均 76.8％であった。CAは術前 3.2̊
が術後 1.5̊、RSHは術前 14.2 mmが術後 8.1 mm、RHは術前 13.7̊ が術後
6.6̊ に改善した。SRS�22 の各 domain の中央値は function 4.5、pain 4.5、
self�image 4.0、mental health 4.4、satisfaction 4.1 で、total score は 95.2
であった。satisfaction と他の domain とを Spearman の順位相関係数で
評価した結果、self image が最も強い正の相関関係を認めた（相関係数
0.80、p＜0.00）。そこで CA、RSHおよび RHの値と self image の item
と satisfaction との相関を検討した結果、CAと RSHは item 4 のみが有
意に相関した（相関係数 0.38、0.35、p＜0.01、0.01）が、RHと self image
および satisfaction の関連 itemには有意な相関はみられなかった。【考
察】これまで術後遺残する肋骨隆起や肩バランスが self image の悪化に
関連している可能性が指摘されてきた。本調査では、手術満足度に self
image が影響していることは明かであったが、肩バランスや肋骨隆起の
self image に対する影響は少なかった。このことは、われわれの術式によ
り術後良好な肩バランス、肋骨隆起の改善が得られているためと考えら
れた。

O-90-3 Screw hole 付きPEEK cageを用いた頸椎
前方固定術の短期成績の検討

○
こう りゅんほ

高 倫浩、日塔 寛昇、瀧上 秀威、上條 晃、伊藤 りえ、
石ヶ坪 諒、仲 拓磨

NHO 横浜医療センター 整形外科

【目的】当院では、2012 年 6 月から単椎間の頚椎前方除圧固定術に対して
Screw hole 付き PEEK cage を用いて手術を施行している。今回、その有
用性と問題点について検討したので報告する。【対象と方法】2012 年 6
月から当院で単椎間頚椎前方除圧固定術を施行され 3か月以上追跡可能
であった 12 例 12 椎間を対象とした。男性 10 例、女性 2例で手術時年齢
は平均 56 歳（23�83）、術後経過観察期間は平均 9か月（3�19）であった。
固定椎間はC4�5 が 4 例、C5�6 が 6 例、C6�7 が 2 例であり、疾患別は頚
椎症性脊髄症 2例、頚椎椎間板ヘルニア 5例、後縦靭帯骨化症 2例、頚椎
脱臼骨折 2例、頚椎症性神経根症 1例であった。これらの対象に対して手
術時間、術中出血量、合併症、また、固定椎体上下の終板距離、固定椎体
局所前弯角を術直後と最終評価時で各々比較した。【結果】手術時間は平
均 106 分（78�131）、術中出血量は平均 115ml（10�530）であった。術後、
明らかな合併症は認められなかった。終板距離の損失は平均 2mm（0�5）、
局所前弯角の損失は平均 0̊（�13̊�4̊）であった。【考察】Screw hole 付き
PEEK cage はプレートによる合併症や腸骨単独移植に比べて合併症が少
ないことが期待されていたが、今回の結果からも大きな合併症は認めな
かったため安全性が高い手術方法であると考える。しかし、他の術式との
比較検討は行っていないが cage の沈み込みや局所前弯の消失はいくつ
かの症例で認められており、今後の検討が必要である。

O-90-4 多列器CT（MDCT）による骨粗鬆性椎体骨折
（OVF）は予測可能か？―ex vivo and in vivo
studies―

○
ま ち だ まさふみ

町田 正文、真壁 正二
NHO 村山医療センター 骨運動器疾患臨床研究センター

【目的】われわれは，これまでMDCTによる荷重方向の骨梁ネットワーク
を定量することによる骨脆弱性を評価してきた．今回，献体標本を用いて
機械的圧迫による骨折を作成し，その前後における骨梁の変化を μCT
およびMDCTで比較し，OVFの予測の可能性を検討したうえで，臨床例
の新規椎体骨折の予測に応用したので報告する．【対象および方法】骨粗
鬆症の 6献体より非骨折椎体 10 椎体を摘出し，単軸圧荷重を加え骨折モ
デルを作成し骨折前後に μCTおよびMDCTで撮影し，骨微細構造計測
および有限要素法（FEM）応力シュミレーションで検討した．さらに，
骨粗鬆症性椎体骨折を有する症例にMDCTで撮影し，骨微細構造および
FEMで新規椎体骨折の予測を行った．【結果および考察】μCTおよび
MDCTで捉えられた骨粗鬆症性椎体の骨梁分布およびその強度は部位
によって一様ではなく，限局した骨脆弱部位を明らかにすることができ
た．MDCT画像で明らかとなった脆弱部位と μCT画像の骨折部位とは
一致した．臨床症例においても、MDCTによる微細構造およびFEMによ
る局所的な脆弱部位に一致した新規椎体骨折が生じた．【結語】骨密度測
定の限界は，骨の幾何学的形状，不均一な骨密度分布，骨の構造，骨に負
荷する荷重条件などは全く考慮されていない点にある．骨折リスクをよ
り正確に評価するには骨強度が重要である．μCTとMDCT画像を用い
た微細構造およびそれによるFEMは骨強度測定法であり，MDCTを用
いた骨微細構造解析による骨脆弱部位を臨床例においても明らかにする
ことができ，その結果MDCTにより新規椎体骨折の予測は可能となり，
臨床検査になり得ると考えられた．
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O-90-5 椎体骨折および脊椎前方固定術における移植
骨の骨癒合および骨強度について―多列器CT
による検討―

○
ま ち だ まさふみ

町田 正文、八木 満、三宅 敦、竹光 正和
NHO 村山医療センター 骨運動器疾患臨床研究センター

【目的】椎体骨折後の骨癒合や脊椎前方病変に対する病巣椎体摘出後の欠
損部への自家骨移植の骨癒合は，椎体が脊髄を保護するうえでの支持組
織として機能するため重要である．しかし，骨癒合の有無やその支持性に
ついてX線像や CT像による定性的な評価が行われてきた．今回，
MDCT画像による骨微細構造を用いた骨癒合および骨強度を検証した．
【対象および方法】対象は，脊椎椎体骨折保存治療例 3例，頚椎椎間板ヘ
ルニア，感染性脊椎炎，腰椎退行性変性疾患で前方固定術を施行した 25
例である．骨折椎体および脊椎前方固定術を施行した症例の移植骨の 1
椎体頭尾側を含めて 64 列MDCTにて経時的撮影した．撮影条件は 120
kV，183mA，キャンピッチ 0.75mm，FOV100mm，スライス厚 0.2mm
で再構成し，骨折椎体や移植骨と椎体との接触面での骨梁の連続性や強
度について骨微細構造を用いて解析した．【結果および考察】MDCTで骨
折椎体の骨梁や椎体と移植骨の骨梁の連続性を確認することは可能であ
り，骨癒合の判定に微細構造分析は有用であった．骨強度をあらわすとさ
れる容積骨密度も，経時的に増大することが画像所見として捉えること
ができ，同時に画像から骨組織の連続性も確認できた．さらに，骨微細構
造を用いた有限要素解析により移植骨の歪みやせん断応力も明らかにで
き，荷重に対する骨の強度評価も可能となった．その結果，今まで方法で
は診断が困難であった骨癒合や骨強度が定量的かつ客観的に評価が可能
となった．このことは偽関節による再手術や神経症状の再発などを防ぐ
意味でも有用な情報になり得る．また，骨癒合の有無や強度を知ることは
術後ADLを考慮するうえで重要である．

O-90-6 骨結合能を有する発泡チタン製椎体間ケージ
の開発―臨床応用を目指した大動物実験―

○
や ま だ かつひさ

山田 勝久1、伊東 学1、赤澤 敏之2、村田 勝3、山本 徹4

NHO 北海道医療センター 脊椎脊髄病センター1、
北海道立総合研究機構 産業技術研究本部工業試験場2、
北海道医療大学 顎顔面口腔外科学分野3、
北海道大学大学院 保健科学研究院 医用生体理工学分野4

【緒言】脊柱は体幹を支える重要な支持組織であり，その機能が破綻する
脊椎疾患に対して脊椎固定術が行われる．脊椎椎体間固定術では椎体間
にケージインプラントを使用するが，ケージ自体は骨結合能を有さない
為骨癒合を得るため自家骨移植が必要となる．そのため採骨部痛やケー
ジ転位等の合併症は未解決の課題である．工学技術の進歩により，骨結合
能と耐荷重性を兼ね備えた 80％の高気孔率を有する発泡チタン（Ti）
シートが開発された．本材料を用いることで，自家骨移植なしで椎体間固
定が得られる可能性が考えられた．本研究の目的は，この発泡Ti を用い
た椎体間ケージの骨結合能を大動物の腰椎を用いて評価することであ
る．
【方法】発泡Ti シート（厚さ 1mm）をTi ブロック（8×8×20mm）表面
に結合させ発泡Ti ケージを作成した．対照群には同サイズの従来型Ti
合金製ケージ内に腸骨を移植した．21 ヶ月齢ヒツジ 12 頭を用い，後腹膜
腔進入にて前方椎体間固定（第 2�3・第 4�5 腰椎椎間）を施行した．各椎
間にそれぞれのケージを無作為に挿入し，術後 2・4ヶ月で腰椎を採取し
評価した（各 6頭）．
【結果】CTでは発泡Ti 界面と骨との接触率は経時的に増加し，4ヶ月時
には対照群と同等であった．引きはがし試験では発泡Ti 群の接着強度は
経時的に増加し対照群と同等であった．組織学的評価では発泡Ti シート
気孔内に良好な骨形成を認め，発泡Ti 界面と骨との接触率は経時的に増
加し 4ヶ月時には対照群と同等であった．
【考察】新たに開発した発泡Ti 製椎体間ケージは，破壊されることなく気
孔内に良好な骨形成を認め，隣接椎体との結合能は経時的に向上した．本
マテリアルを用いることで骨移植なしでの椎体間固定の可能性が示され
た．

O-91-1 膝前十字靱帯損傷に伴う半月板断裂の検討

○
は ぎ の て つ お

萩野 哲男1、落合 聡司1、渡邉 義孝1、千賀 進也1、波呂 浩孝2

NHO 甲府病院 スポーツ・膝疾患治療センター1、山梨大学 整形外科2

【はじめに】膝前十字靱帯（ACL）損傷に伴う半月板断裂の発生頻度・断
裂部位などを調査した。【対象と方法】2006 年 1 月～2014 年 3 月までの 8
年 3ヵ月間に、当センターにおいて関節鏡手術を施行しACL損傷と診断
した 549 例 552 膝を対象とした。年齢は 13～66 歳（平均 26.1 歳）、性別は
男性 289 例、女性 263 例、受傷原因はスポーツが 89.1％と多くを占め、受
傷から初回関節鏡までの期間は 2日～32 年（平均 1年 11 ヵ月）である。
これらの症例を受傷後 8週までに膝関節鏡を施行した急性群 256 膝と受
傷後 8週以後に関節鏡を施行した慢性群 296 膝の 2郡に分け、半月板断
裂の頻度や断裂部位などを比較検討した。【結果】関節鏡視で診断した半
月板断裂の発生頻度は 552 膝中 437 膝（79.2％）で、このうち急性群で 256
膝中 186 膝（72.7％）、慢性群では 296 膝中 251 膝（84.8％）と慢性群で有
意に多く発生していた。断裂半月板の比較では、急性群（186 膝）で内側
半月板断裂のみ 20 膝（10.8％）、外側半月板のみ 129 膝（69.4％）、内外両
側 37 膝（19.9％）であったのに対して、慢性群（251 膝）では内側のみ 62
膝（24.7％）、外側のみ 85 膝（33.9％）、両側 104 膝（41.4％）と、急性期
では外側半月板断裂を伴うことが多く、慢性期では内側半月板断裂の頻
度が増加していた。またバケツ柄断裂は急性群で 25 膝（うち内側 17 膝、
外側 8膝）、慢性群で 81 膝（うち内側 69 膝、外側 12 膝）と慢性群で多く
みられた。【まとめ】ACL損傷に伴った半月板断裂の発生頻度は慢性群で
多く、損傷程度も悪化していた。2次的な半月板断裂を回避するためにも
早期のACL再建術が必要と考える。

O-91-2 後十字靭帯再建術の治療成績～2年間の前向
き調査～

○
おちあい さ と し

落合 聡司1、萩野 哲男1、渡邉 義孝1、千賀 進也1、波呂 浩孝2、
佐藤 栄一2

NHO 甲府病院 スポーツ・膝疾患治療センター1、
山梨大学 医学部 整形外科2

【目的】再建術を施行した後十字靭帯（PCL）損傷膝症例の治療成績を検
討したので報告する。【対象と方法】対象は当センターで初回 PCL再建術
を施行した 23 例で、全例で膝屈筋腱を移植腱として用いた鏡視下手術を
行った。性別は男性 18 例、女性 5例、平均手術時年齢は 29.1 歳（16�47
歳）である。臨床評価は患者立脚型評価法である SF�36、Lysholm score、
Telos SE を用いた脛骨後方移動比、Visual analog scale（VAS）、さらに膝
関節可動域を用い、術前から術後 2年までの推移を調査・検討した。【結
果】術後 2年の評価では、SF�36 の 7 つの下位尺度のうち術前と比較して
有意な改善が得られたものは 3尺度のみで、国民標準値に達した、または
近似したものも 3尺度のみであった。Lysholm score は術前 45.3±20.3
点から術後 2年で 78.6±21.3 点、脛骨後方移動比は術前 41±5.4％から術
後 2年で 50.9±4.4％で、何れも有意な改善が得られた。しかし、VAS
は術前 46.8±37.4mmから術後 2年で 20.3±15.6mmで有意な改善はみら
れなかった。膝関節可動域では 5̊ 以上の伸展制限が残存するものが 2例
（8.7％）、5̊ 以上の屈曲制限が 7例（30.4％）にみられた。【考察】今回の
結果では、膝関節の安定性や運動機能では概ね良好な成績が得られたが、
患者立脚型の評価においては望ましい結果は得られなかった。屈曲制限
が術後の成績不良因子の一つであることが示唆され、治療方法の改良が
必要であると考えられた。
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O-91-3 人工膝単顆関節置換術に膝蓋大腿関節置換術
を併用したBicompartmental Knee Arthro-
plasty の小経験

○
ふ く い たかひろ

福井 孝洋1、柴田 康宏1、山岸 洋介1、藤田 和彦1、上用 祐士1、
井口 普敬2

NHO 豊橋医療センター 整形外科1、
名古屋市立大学大学院 医学研究科 関節再建医学分野2

【目的】内側脛骨大腿関節及び膝蓋大腿関節（以下 PF）の変形性関節症
（以下OA）の症例に対して人工膝単顆関節置換術（以下UKA）と膝蓋大
腿関節置換術（以下 PFA）を併用したBicompartmental Knee Arthro-
plasty（以下 BiKA）を経験した。当院で施行したBiKAの術後短期成績
について報告する。【症例】52 歳女性。49 歳より膝関節痛が出現し近医で
保存的治療を行っていた。51 歳の時に当科初診となる。PF外側の疼痛を
認めた。単純X線では PF外側のOA、膝蓋骨の外側偏位を認めた。保存
的治療では症状の改善が見られないため関節鏡視下外側支帯解離術を
行った。術後疼痛は軽減したが、術後約 1年で疼痛が再発した。PF関節
外側に加えて膝関節内側の疼痛も出現した。そのため、手術（BiKA : Zim-
mer 社 Patello�Femoral Joint System及びUnicompartmental Knee Sys-
tem）を施行した。内側膝蓋大腿靭帯再建術は併用しなかった。術後半年
以上経過したが経過良好である。【考察】BiKAは人工膝関節全置換術（以
下TKA）と比較して手術手技が複雑であるが、低侵襲、骨・靭帯組織温
存、再置換の際には通常のTKAを使用可能などの点で優れた術式と考
えられる。しかし、手術適応や長期成績などの課題も残されている。今回
の症例は比較的若年者であることから将来的なTKAを見据えてこの方
法を選択した。今後更なる経過観察が必要と考えられる。【結論】UKA
に PFAを併用したBiKAを経験した。短期成績ではあるが経過良好であ
りOAに対する治療の選択肢の一つとして考えられた。

O-91-4 人工膝関節置換術後における関節可動域拡大
に対する看護アプローチの検討

○
ながまつ み ほ

永松 美穂1、村上 陽子2、片井 由梨奈1、玉田 愛美1、
北村 美由紀1

NHO 大阪南医療センター 看護部1、NHO 南和歌山医療センター2

【目的】当院の人工膝関節置換術（略：TKA）施行患者に使用するクリニ
カルパスは，「術後 10 日目に持続的他動運動（CPM）100 度到達している」
というアウトカムを設定している．しかし，その達成率は 61.6％にとど
まっておりアウトカムの達成日が遅延していた．その原因は術後の関節
腫脹にあると考える．今回，看護師が介入できるリハビリテーションプロ
グラム（OMMCプログラム）を作成し，プログラムの有効性を検討した．
【方法】変形性膝関節症に対してTKAを施行した患者 16 例（男性 2例，
女性 14 例），平均年齢 78 歳を対象とした．OMMCプログラムとして自動
運動を主体とした（1）底背屈訓練（2）大腿四等筋訓練（3）下肢挙上の
実施を立案し，術後翌日からアウトカム評価日である 10 日目まで実施し
た．評価項目は，関節腫脹を膝蓋骨中央・膝蓋骨上縁 10cm・膝蓋骨下縁
10cmで術前，術後 3，7，10 日目に測定した．膝屈曲角度を術後 3，7
日目に測定した．またアウトカム達成率について調査した．
【結果】関節腫脹はすべての測定部位において，術後 3日目にピーク値を
示し，以降軽減する傾向を認めた．膝屈曲角度は，術後 3日目で 88.3 度，
術後 7日目で 99.8 度であった．アウトカム達成率は 87.5％と有意な改善
を認めた（p＜0.01）．今回TKA後患者のリハビリテーションにOMMC
プログラムを取り入れることで，術後比較的早期に関節腫脹の軽減が得
られ，膝関節の屈曲運動の促進につながった．OMMCプログラムは，ア
ウトカム達成率向上に有効である可能性が示された．

O-91-5 当院における人工股関節置換術後難治性感染
の対応

○
いのうえ ともひと

井上 智人、藤内 武春、横井 広道、平野 拓志、佐々 貴啓、
小林 大

NHO 四国こどもとおとなの医療センター 整形外科

【はじめに】我々は、人工股関節置換術後感染に対してグラム陽性球菌に
強い殺菌作用を有する gentian violet を用いてできるだけインプラント
の温存を目指してきた。しかし人工関節再置換術後の感染や骨盤腔内へ
感染が波及した難治性症例には、インプラントを抜去し 2期的に再置換
術を行っている。【症例 1】69 歳女性、THA再再置換術後 6週目にMRSE
が検出された。インプラントを抜去し gentian violet 処理によりMRSE
は消えるも Proteus Millabiris へ菌交代した。4度の病巣掻爬により感染
が鎮静化したためセメントモールドを挿入し、3か月間の待機期間の後再
置換術を行った。術後 4年現在感染の再燃はない。【症例 2】78 歳女性、
人工骨頭挿入術後 2.5 年目に嫌気性菌の Peptostreptococcus が関節液か
ら検出された。臼蓋底の骨欠損があり骨盤腔内に炎症が広がっていた。後
方からインプラントを抜去し、前方より骨盤腔内の掻把を追加した。3
度の gentian violet 処理で感染が鎮静化したためセメントモールドを挿
入し、6ヵ月後に骨欠損部に同種骨を充填しTHAを行った。歩行器歩行
で退院となる。【まとめ】難治性感染症例には、インプラントを抜去し滑
膜や瘢痕組織を徹底的に掻爬した後に 0.1％ gentian violet 溶液を満たし
感染創内に行きわたらせる。次に抗生剤が移行しづらい瘢痕組織や掻爬
が困難な神経血管周囲には抗生剤のmultiple injection を行う。さらに低
圧持続ドレナージ及び抗生剤の全身投与を行う。また病巣掻爬とドレ
ナージは、手術中に掻爬した組織の細菌培養検査が陰性化せず、CRPが低
下しなければ繰り返し行う。そして感染が鎮静化すればセメントモール
ドを挿入し待機期間を置いて再置換行う。

O-91-6 リウマチ性多発筋痛症を疑う高齢女性の一例

○
あ べ み ゆ き

安部 美由紀、楮 柏松、倉持 みずき、玉井 恒憲、細田 泰雄、
関塚 永一

NHO 埼玉病院 消化器内科

症例：92 歳女性主訴：発熱、移動性関節痛、食欲不振現病歴：2014 年 3
月末より発熱、関節痛が出現、近医を受診した。抗菌薬にて改善なく、CRP
とWBCは増悪していった。食思不振、脱水と全身状態増悪し、4月 11
日に当院に入院した。理学所見：BT37.4℃と軽度発熱、DIP 関節・PIP
関節軽度腫脹あるも変形なし、経日的に部位の変動する関節疼痛があっ
た。採血検査：ALB2.9g�dl、CRP19.2mg�dl、WBC13910�μL、MPO�ANCA
（－）、PR3�ANCA（－）、MMP�3 427.5ng�ml、リウマチ因子 16U�ml、抗
核抗体陰性、Ig�G1570mg�dl、可溶性 IL�2 レセプター 809U�ml、抗 CCP
抗体 1.6U�ml となった。心エコーで疣贅なし、CTでは肺に陳旧性結核と
思われる一部腫瘤状を呈する石灰化を認めた。経過：脱水の補正をしな
がら発熱源の検索施行。感染、膠原病、悪性腫瘍を鑑別として挙げ、各種
検査施行。4月 11�16 日までTAZ�PIPC 投与したが改善なく、37℃台で
推移していた体温が 38℃を度々超えるようになった。各種培養（－）。
QFT（－）。4月 24 日より PDL10mg投与したところ、当日に 36 度台ま
で解熱、関節痛も消失した。4月 28 日には CRP2.66mg�dl、WBC967�μL
と血液データ上も改善した。翌日以降も症状消失、投与 10 日目より PDL
減量した。考察：本症例では不明熱に対する治療を行うために種々の検
査にて除外診断をした。患者年齢、関節痛・炎症反応の強さ、熱発より
PMRが当初より挙がっていたが、リウマチ因子の軽度上昇、移動性の関
節痛、感染症の完全除外が難しかったことからステロイド療法に踏み切
るために時間を要した。PDLは著効したが、今後漸減していく上で厳密に
フォローする必要がある。
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O-91-7 肝硬変を合併し低アルブミン血症の進行が著
しいRS3PE症候群の一例

○
さかもと よ う こ

坂本 瑶子1,2、楮 柏松2、倉持 みずき2、玉井 恒憲2、
細田 泰雄2、関塚 永一2、西川 あゆみ3

NHO 埼玉病院 研修医1、NHO 埼玉病院 消化器内科2、
慶応義塾大学病院 リウマチ内科3

【症例】73 歳男性【主訴】四肢浮腫、歩行困難【現病歴】アルコール性代
償性肝硬変で定期通院中である。入院前 2週間より四肢浮腫が出現し、対
称性に四肢関節の疼痛も認め入院加療となった。入院時CRP 15.24mg�
dl、アルブミン 2.9g�dl と炎症反応の著明な上昇および低アルブミン血症
の進行を認めた。精査では各種培養は陰性であり、また、アルブミン低下
以外に肝硬変増悪の所見なく、甲状腺機能異常、心不全、ネフローゼも否
定的であった。リウマチ因子 5 U�ml、抗核抗体 40 倍未満、抗CCP抗体
陰性、MMP�3 673.5ng�ml と高値であった。ガリウム・シンチでは対称性
に全身関節に集積を認め、RS3PE 症候群が疑われた。体部造影CTおよび
上下部消化管内視鏡では内視鏡治療可能な大腸腺腫以外に悪性疾患を認
めず、各種腫瘍マーカーも陰性であった。プレドニン 15mg�日より開始
し、その後 2週間程度で漸減した。治療後 2週間で症状の顕著的な改善お
よびCRPの沈静化を認め、治療後 2か月でアルブミンの正常化を認め
た。治療後 4か月でプレドニンを中止し、中止後 6か月の現在で再発はな
かった。【考察】RS3PE 症候群は稀な疾患であり、本症例のように低用量
ステロイドに良く反応すると言われている。傍腫瘍症候群としてのRS3
PE 症候群ではステロイド抵抗性を示すとの報告がある。本症例のように
肝硬変合併例は世界的に 1例報告あり、その症例はステロイド中止後に
再発を認めた。また、単一施設の case series の検討では、本症例のような
MMP�3 高値を示す症例では再発しやすいと報告される。基礎疾患である
肝硬変の進行で低アルブミン、浮腫を呈することもあり、今後のフォロー
では関節症状の有無は鑑別になると考えられる。

O-92-1 電子カルテと連携し iPadを活用したバイオ
バンク問診票登録システムの開発

○
な ら ざ き ひ ろ し

奈良崎 大士1、桑山 さち子4、山下 尚子5、山本 景一1、
東山 綾4、宮本 恵宏3,4、桑田 成規1、植田 初江2,4

国立循環器病研究センター 情報統括部1、
国立循環器病研究センター 病理部2、
国立循環器病研究センター 予防健診部3、
国立循環器病研究センター バイオバンク4、
国立循環器病研究センター 研究情報基盤管理室5

【背景・目的】
バイオバンクとは、血液や組織等の生体試料を医療情報と合わせて保存
し医学研究に活用する仕組みである。国立循環器病研究センター（国循）
が参画するNational Center Biobank Network（NCBN）では、検体に付随
する診療情報として、NCBN共通問診票（問診票）をコーディネーター
（CRC）が収集し、登録することとなっている。しかし、国循が運用して
いる問診票集積方法は、紙運用のため、収集した問診票データを即時に閲
覧・編集することは困難であり、データ収集の効率化と業務量の軽減が
求められてきた。本研究の目的は、電子カルテと連携し、iPad による問診
票登録を行うことで、問診情報収集業務の迅速化ならびに効率化を可能
とすることである。
【方法】
電子カルテと連携するバイオバンク問診票登録システムを開発した。

まず、診療クラークが電子カルテテンプレート化した問診票にデータを
入力することで、病院情報システムのデータウェアハウスから、バイオバ
ンクに同意した患者の問診データを抽出し、iPad 問診票登録システムに
取り込む。その内容を元に、CRCが不足内容について問診を行い iPad
に入力する。入力されたデータは、Web問診票システムで確認を行い、
電子カルテの診察記事に戻されるとともに、バイオバンクの研究用デー
タベースに格納される。
【結果・考察】
本システムの稼働により、紙運用では困難であった問診票データの閲
覧・追加編集が容易になり、データ収集の迅速化ならびに効率化が可能
になった。今後、業務量やデータ品質などについて評価を行い、高品質な
情報を提供できるシステム構築を検討したい。

O-92-2 病棟看護業務におけるバイタルサイン測定機
器からの自動入力システムによる誤入力削減

○
かたふち しげる

片渕 茂
NHO 熊本医療センター 副院長

【目的】急性期病院の看護業務は多忙であることに加え、自分の氏名を名
乗れない高齢者も増え、常に、患者誤認、データ誤入力の危険性が潜在し
ている。一般病棟の看護業務におけるバイタルサイン入力時の患者誤認、
データの誤入力の削減を目的として、O社製のモニタシステム（SPシス
テム）を導入した。測定した血圧、脈拍、体温、SpO2、に加え、血糖を
測定機器から病院情報システムに転送する機能を有している。導入、およ
び、機能追加による効果と問題点を検討した。【方法】電子カルテのDWH
から病棟におけるバイタルサイン記録回数、SPシステムのサーバから
SPシステムの利用回数を抽出した。 システムの評価と問題点について、
病棟看護師にアンケート調査を行った。【結果】平成 25 年 10 月全病棟の
バイタルサインの測定は 1838.3 回�日、心拍数 397.4�日、血圧 1974.8�日で
あった。測定回数の多い時間帯は 10 時～11 時、14 時～15 時、7時～8
時であった。看護師アンケートの結果では、記入ミスの低減に貢献できて
いる、業務負荷軽減に貢献できている、測定回数の多い時間帯に業務負荷
軽減の貢献度が大きい、時間短縮にも貢献しているとみられるが、観察や
コミュニケーションに時間をより充てることによりミス防止にも貢献で
きるという意見があった。【結論】看護業務におけるバイタルサイン測定
機器からの自動入力システムにより誤入力削減が得られた。

O-92-3 当院における電子カルテ導入に伴う生理検査
システムについて

○
たかまつ いずみ

髙松 泉、酒井 瑞音、西山 ちとせ、向井 伸治、竹内 誠
NHO 南岡山医療センター 統括診療部 臨床検査科

【はじめに】電子カルテ導入時、生理検査では部門システムを構築するこ
とができなかったが電子カルテとの連携は必要であった。そこで、当院の
ネットワークシステムを利用することにより、電子カルテとの連携が可
能となった生理検査システムを構築することができたので紹介する。【シ
ステム構成】生理検査にてオーダリングとなっている検査は肺機能検査
のみであり、他の検査はできていない。1．医師は、電子カルテにて検査
を依頼する。2．コメディカルは、各モダリティにて患者情報を入力後、
検査を施行。3．報告書の作成と閲覧は、各検査によって異なる。（1）心
電図・血圧脈波検査では、検査された波形は検査データビュアーソフト
内で保存され、結果は院内ネットワークを通じて電子カルテ端末内の同
ソフトより閲覧する。（2）肺機能検査では、オーダ番号（依頼）に送信さ
れた報告書を閲覧する。（3）その他の検査では、電子カルテの eXChart
にて報告書を作成する。その中でも数値や画像が必要な超音波検査は、計
測数値を自動取り込みした後所見を記載し、静止画像を貼り付け報告す
る。報告書にて閲覧できない動画は、病院システムの画像ファイリングシ
ステムにて閲覧可能である。脳波検査では、生波形は紙媒体にて運用し、
結果は eXChart にて作成する。また記録波形は、院内ネットワークを通
じて電子カルテ端末内の脳波閲覧ソフトより閲覧可能である。筋電図検
査、睡眠ポリグラフ検査、聴力検査は紙媒体のため、eXChart のスキャ
ナー機能を利用し報告する。【結語】生理検査部門システムはないが、電
子カルテとの連携は可能である。しかし、各検査において結果登録や閲覧
が異なり煩雑となるデメリットも発生する。
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O-92-4 電子カルテシステムとリンクした新たな医療
情報データベースシステムの多施設検証事業
の提案

○
こ ま つ ひ ろ し

小松 博史、安喰 稔、市川 健司、吉田 浩之、長尾 雅悦、
菊地 誠志

NHO 北海道医療センター 次期診療支援システム導入タスクフォース

【背景】臨床研究や症例台帳・臨床履歴などを目的とした医療データベー
ス（DB）は、これまで個人や職場のデバイスに記録・保存され、個人の
責任で管理・運用されてきた。この方法では厳格なルールを定めても、
データ誤入力や個人情報の漏洩、データ操作などの根本的な問題を絶つ
ことが出来ない。
【目的】ICTツールと仮想化環境を利用して、有効で正確なデータ収集と
解析、院外DBへの登録や利用権者へのデータ提供など、安全で検証可能
な医療情報管理システムを確立し、その安全性や有効性を多施設の共同
運用で検証すること。
【方法】アクセス権限に基づき接続した職員が、院内 LANのサーバ上の仮
想化環境で動作するFileMaker などのDBソフトや統計解析ソフト、Of-
fice スイートなど業務用アプリを用いて、電子カルテと医療情報DBから
必要なデータを自動的に抽出、目的に応じたDBの構築とデータ管理お
よび解析、必要な場合には共同研究など院外DBへのデータ登録や、利用
権者へのデータ提供も実施できる、安全かつ利用履歴の検証も可能な病
院レベルのソリューション・システムを共同で開発・運用し、その実績
と安全性と有効性を多施設で検証する。
【予測効果】このシステムにより、個人情報漏出やデータの誤入力、意図
したデータ操作などの諸問題を排除した、有効で安全な医療情報DBの
運用が可能となる。本システムは病院レベルでの医療情報管理のみなら
ず、多施設共同研究における至適環境や、個人健康情報記録（PHR）を想
定した共通医療情報の基盤をも提供しうると予測される。
【結語】電子カルテシステムとリンクした安全で有効な医療情報データ
ベースシステムの共同開発と多施設での運用検証事業を提案する。

O-92-5 病院情報システムの通信流通・蓄積量の計測
手法に係る調査研究

○
まつばら し ろ う

松原 始朗、中川 義章、金丸 将之、石崎 里江、中村 高幸、
宮本 一男、伊藤 道徳、中川 義信

NHO 四国こどもとおとなの医療センター 診療情報IT推進室

近年、社会においては大規模無料メールサーバ、無料のクラウドファイル
サーバが普及し、さらに通信環境に関しても光回線、LTEを含む 4G回
線、テザリング機能が普及するなど、猛烈な勢いで情報・通信技術の分野
において進歩を遂げてきている。当然ながら、一般企業においてはこれら
の通信環境を最大限に利用し、業務システムのクラウド化やタブレット
端末の利用など、新たな IT技術の利用を取り入れつつある。一方で、医
療業界においては、未だに業務システムは非常に複雑な個別化システム
であり、OSや端末が限定された環境でしか動かすことができない。また、
他病院との連携化を進めるにしても、その複雑な構造がゆえに共有化は
困難である。さらに、通信技術の進歩があったとはいえ、医療そのものの
基幹システムをクラウド化するという点においては、ほぼ進んでいない
状況にある。これは医療に対するセキュリティに対する要望の高さなど
が一つの大きな要因になっていると考えられる。しかし一方で、例えセ
キュリティ的な条件がクリアできたとしても、現状のシステムでは診療
を行うことのできる環境を構築できるかどうかは不明である。そこで当
院では、クラウドサーバを本当に利用しうるのかどうか、日常の院内の
ネットワークの各基幹スイッチの通信量の測定を行った。本測定は標準
機能として備わっている機能を用いた。さらに、現実にクラウド化する際
に必要な通信量をより精緻にとる為、電子カルテサーバにおいてどのよ
うな通信がなされているかについての調査も行ったので、ここに報告す
る。

O-92-6 情報共有ツールとしての院内デジタル掲示板
の効果～スタッフの意識向上をめざして～

○
た か せ まさひろ

高瀬 昌浩1、弓削 智夫2、宇治原 誠3

NHO 横浜医療センター 地域医療連携室・相談支援センター1、
NHO 横浜医療センター 事務部長2、NHO 横浜医療センター 副院長3

【背景及び目的】組織における情報共有は重要な課題の 1つとして認識さ
れている。しかし、職員増加や多忙な環境の中で情報共有はますます困難
となっている。これまで当院では情報共有ツールとして院内ポータルサ
イトやメールなどを活用してきたが、平成 26 年 1 月よりさらなる取り組
みとして、院内デジタル掲示板（以下：掲示板。ナースステーションや医
局などで、ネットワークに接続したテレビモニターを使って情報を発信
するシステム）を導入した。そして、3月にアンケート調査を行い、掲示
板の効果について分析した。【方法】1．対象：当院全職員（970 名）2．方
法：留置調査法 3．調査内容：職種、立場、各職場における掲示板の有
無を基礎調査としたうえで、掲示板の視聴率、ならびに在院患者数に対す
る意識評価（4段階評価）、高視聴率コンテンツ（選択式）4．分析方法：
単純集計およびクロス集計【結果】アンケートの回収率は 66.4％。職場に
掲示板があるスタッフのクロス集計では、1）掲示板の視聴は「たまに見
る程度」が 75.8％ 2）病院全体の患者数の把握は「少し把握している」が
67.5％ 3）担当診療科の患者数の把握は「少し把握している」が 62.9％
4）高視聴率コンテンツは「本日の患者数」が 53.3％ の項目が、それぞ
れ最高値であった。【考察】掲示板導入後の平成 26 年 1 月から 4月の病床
稼働率は 86.8％で、前年同月の 83.8％から 3％増えた。また、新入院患
者数も、一か月平均 1042 人で、前年同月の 943 人から 99 人増えた。これ
らの結果が、掲示板によるものとは断定できないが、掲示板がスタッフの
意識向上に貢献したことは考えられるであろう。今後も、効果的な活用方
法を模索していきたい。

O-92-7 電子カルテ導入に向けた医療情報部の役割

○
く ぼ たかし

久保 卓1,3、杉谷 篤2,3、佐々木 厚滋3、高橋 雄希3、高見 知子3、
北山 正弘3、大島 佐千子3、桑垣 仁美3、石橋 健治1、
矢後 万里男1、浜副 隆一2

NHO 米子医療センター 事務部 企画課1、NHO 米子医療センター 外科2、
NHO 米子医療センター 医療情報部3

当院は築 40 年を経過して建物や設備が老朽化していたが、8階建ての
新病院を建設し、2014 年 7 月 22 日の開院を目指して移転準備を進めてい
る。紙カルテから電子カルテ導入となるため、医療情報部を新設して、院
内・院外との連携、啓発と新たなる IT戦略の対応を紹介する。2013 年 8
月、電子カルテのベンダーと統合支援システムの導入が決定した。当院
は、医事課部門と連動した看護支援システムのみでオーダリングも紙運
用、検査結果の参照システム、DPC、がん登録がそれぞれ別個のシステム
で運用されていた。医師と事務部門が協力して医療情報部を立ち上げ、院
内の文書整理から開始した。SEの常駐が始まると各部門のフローチャー
ト作成、新病院の図面の上で端末、モニター、スキャナーの配置を検討、
無線 LANの容量、ルーターの必要箇所を検討した。パソコン端末での退
院サマリー作成、PACSサーバーの先行導入で放射線画像の保存を開始
した。部門システムと並行して、外来、病棟、手術、化学療法、クリティ
カルパスに関しては、複数部署を横断的にまとめるために腐心した。院外
との IT化は、院外ギガビットシステムを用いた鳥取情報ハイウェイへの
接続、鳥取大学主導のおしどりネットへの参加、その前提となる SS�MIX
2 でのデータ供出準備を進めた。また、タブレット端末と既存のインター
ネット回線を利用して、Vidyo システムを用いた地域連携システムの構
築も考えている。いっぽう、新病院稼働後の維持・管理、院内規約の設定、
マニュアル作成は実現を急いでおり、これを維持管理できる院内の SE
が常勤雇用できることも必須の要件と思われる。
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O-92-8 電子カルテ導入に向けて診療情報管理士の役
割

○
たかはし ゆ う き

高橋 雄希1、杉谷 篤1,3、久保 卓1、佐々木 厚滋1、高見 知子1,2、
北山 正弘1,2、大島 佐千子1,2、桑垣 仁美1,2、浜副 隆一2

NHO 米子医療センター 医療情報部1、
NHO 米子医療センター 診療情報管理室2、NHO 米子医療センター 外科3

当院は築 40 年を経過して建物や設備が老朽化していたが、8階建ての
新病院を建設し、移転と同時に電子カルテ導入となるため、診療情報管理
士の役割を総括し新病院での貢献を検討した。2013 年 8 月、電子カルテ
（SSI）と統合支援システム（Astro）の導入が決定した。当院は、医事課
部門と連動した看護支援システムのみで、オーダリングも紙運用、検査結
果の参照システム、DPC、がん登録がそれぞれ別個のシステムで運用され
ていた。これまでは紙カルテをチェックしながら、1）入院前や入院後副
傷病名の実例紹介と記載促進、2）救急医療加算が取れる事例の紹介、3）
包括診療内に収まる投薬紹介、4）入院時に手術予定があれば、その記載
方法の紹介、5）救急医療加算が取れるための条件をわかりやすく説明、
6）救急医療指数を上げるための検査・処置の仕方を説明、7）診療報酬改
定に伴う変更点をわかりやすく説明、8）7対 1 入院基本料を維持するため
に在宅復帰率を上げるような退院方法の紹介、などを診療現場にフィー
ドバックしてきた。新病院の SSI と Astro のシステムを導入段階から熟
知し、カルテの閲覧や医師、看護師との連携がしやすく、統計処理が病院
情報システムのなかに組み込まれており、資料を作成して監査にも容易
に対応できるように準備している。他部門との連携も強化して、医療の質
の向上と病院経営の健全化に寄与したい。

O-93-1 当院における5年間の鎖骨骨幹部骨折の手術
治療成績

○
じょうよう ゆ う じ

上用 祐士、福井 孝洋、山岸 洋介、藤田 和彦、柴田 康宏
NHO 豊橋医療センター

【目的】鎖骨骨幹部骨折における治療において，保存治療と手術治療のど
ちらを選択すべきかは未だ明確な方針がない．手術治療においても様々
な方法があり議論の分かれるところである．今回我々は鎖骨骨幹部骨折
の手術治療成績を検討したので報告する．
【対象と方法】2009 年 4 月～2014 年 3 月までの 5年間で手術治療を行っ
た鎖骨骨幹部骨折 48 症例を対象とした．男性 36 例，女性 12 例．手術時
年齢 13～79 歳（平均 42.8 歳），骨折型（Robinson 分類）2B�1（単純）11
例，2B�1（小骨片）16 例，2B�2（大骨片）11 例，2B�2（粉砕）10 例．
これらの症例の手術待機時間，手術手技，仮骨形成時期，抜釘の有無と抜
釘までの期間，骨癒合，可動域，術後合併症について検討した．
【結果】手術待機時間 6.1 日．観血的骨接合術 44 例（全例プレート使用），
鋼線髄内釘 4例．4年間で抜釘したのは 34 例であり，抜釘までの期間平均
268 日（内訳：プレート平均 281 日，鋼線髄内釘平均 151 日）．合併症は感
染 1例，プレート折損 1例認めた．残りは全症例骨癒合を得られ，可動域
制限を残すことなく術後ADLは日常生活に支障を認めなかった．
【考察】鎖骨骨幹部において手術治療の中でもその選択肢は多い．当院で
は成人におけるRobinson 分類 2B�1 以上の骨折に対してはプレートを用
いた観血的骨接合術を第一選択としているが術後の経過も良好で，患者
の満足度も高い．年齢，性別，骨折型によっては鋼線髄内釘の選択も第一
選択となりえるが，敬遠されてきた印象もあるプレートによる内固定は，
今後の鎖骨骨幹部骨折の治療において有用な治療法になると考える．さ
らなるプレートの開発，プレートの設置位置に対する比較検討などの議
論の活発化が期待される．

O-93-2 シーネ装着患者の褥瘡予防に対する看護師の
意識向上を目指して

○
か い さ や か

甲斐 彩香、佐伯 小百合、黒木 智鶴
NHO 別府医療センター 看護部

1．研究目的、褥瘡予防の方法を統一することでシーネ装着患者の褥瘡予
防に対する看護師の意識の変化と褥瘡予防を実践する困難さを改善し、
褥瘡予防対策の実践に資することである。2．研究方法、取り組み前後の
意識調査。対象者は看護師 29 名。主治医と共にシーネ巻き直しを行い
シーネ内の皮膚を毎日観察。シーネ装着時は踵部にギブス用綿包帯をあ
てる。ケア方法を明記し、看護師へ配布すると共に口頭で説明。研究の趣
旨、匿名性、得られたデータは研究以外に使用せず、個人が特定されない
旨を説明し、同意を得た。3．結果、取り組み前はシーネ装着患者の看護
で困ったと答えた看護師は 19 名であった。理由は「病状から看護師だけ
ではシーネの巻き直しが出来ない患者に対して、シーネ内の観察や褥瘡
予防に困難さを感じていた」が多く、取り組み後は減少した。シーネによ
る痛み、圧迫痕、ギブス用綿包帯の位置の確認と修正は、取り組み前後で
比較すると有意差がみられた（P＜0.0001）。取り組み前、下肢シーネ装着
患者 18 名中、褥瘡発生患者は 2名であったが、取り組み後は 14 名中、褥
瘡発生患者はいなかった。4．考察、転位の恐れのあるシーネ装着患者に
対しても、主治医と共にまき直しを行うことで、シーネ内の皮膚の観察が
でき、ギブス用綿包帯の位置の確認と修正も行えた。全ての患者に対し
て、医師と連携し観察できる機会を設ける必要性がある。5．結論、シー
ネ装着患者のシーネ内の観察、ギブス用綿包帯の位置の確認と修正、巻き
直しの方法を統一する事で、褥瘡予防を実践する困難さが改善された。
シーネ装着患者に対する褥瘡予防として、医師と連携してシーネのまき
直しを行う必要性が示唆された。

O-93-3 スピードトラック牽引における踵部のずれの
実際～体位と体圧分散マットの違いによるず
れの比較～

○
よしかわ み さ と

吉川 美里、豊田 史織、緒方 公子
NHO 熊本再春荘病院 看護部

【目的】スピードトラック牽引中に踵部に生じるずれについて検証し、体
位と体圧分散マットレスの違いによる踵部への影響を知る。【方法】平成
25 年 9 月～10 月に実施。整形外科病棟看護師を対象とし、2kg のスピー
ドトラック牽引を左下肢に装着。静止型マットレス（アイリス）と圧切替
型エアマットレス（プライム）の 2種類の体圧分散マットを使用。30 度、
45 度、80 度にギャッチアップした時、及び牽引開始 2時間後に踵に引い
たラインから何 cmのずれが生じるか（ずれ量）を定規で測定、またその
ずれ力を簡易体圧・ずれ力測定器で測定した。【結果】プライムのずれ量
は 80 度が最大で 9.7cm、ずれ力も 80 度が最大で 5.3N であった。アイリス
のずれ量は 80 度が最大で 8.7cm、ずれ力も 80 度が最大で 9.7N であった。
ずれ力の最小は 2種類とも 45 度であった。プライムの牽引開始 2時間後
のずれ量は 1.1cm、ずれ力は 3.4N から 3.0N へ低下した。アイリスの牽引
開始 2時間後のずれ量は 1.7cm、ずれ力は 6.1N から 5.1N へ低下した。【考
察】プライムの 80 度、アイリスの 45 度以外の体位でずれ力の基準値であ
る 4Nを超えていた。患肢はブラウン架台で挙上しており、ギャッチアッ
プ 45 度の地点では踵が架台から少し浮いた状態になることから、45 度の
ずれ力が低下したことが考えられる。プライムには体重設定や圧を切り
替える機能があるため、アイリスよりもずれ力が小さかったと考える。
【結論】ギャッチアップ 80 度が最もずれ量及びずれ力が生じた。体圧分散
マットの比較では、プライムの方がずれ力を軽減することができた。
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O-93-4 NinJa2012を利用した本邦のDMARDs併
用療法の現状

○
か ね こ あ つ し

金子 敦史1、松井 利浩2、當間 重人3

NHO 名古屋医療センター 整形外科リウマチ科1、
NHO 相模原病院 リウマチ科2、NHO 相模原病院 臨床研究センター3

【目的】最近の欧米あるいはアジア太平洋地域のRAの Recommendation
では初期治療としてMTXなどのDMARDs 単独療法と同様に推奨され
ているのは生物学的製剤ではなくDMARDs 併用療法である。今回は
NinJa2012 を利用して本邦のDMARDs 併用療法の現状について調査し
た。【方法】NinJa2012 に登録されたRA症例 11940 例の中で生物学的製剤
や細胞内シグナル伝達阻害薬などの治験薬を除いた合成DMARDs 併用
療法を受けていた 2202 例のうち、2剤併用療法を受けていた 2000 例、3
剤併用療法を受けていた 193 例を対象とし、DMARDs の組み合わせ、症
例数、患者背景（年齢・罹病期間）、有効性（平均DAS28ESR4・CRP）、
安全性（1年間の手術以外の入院を重篤な有害事象と定義）を調査した
【結果】50 例以上の代表的なDMARDs の組み合わせを症例数、平均年齢、
罹病期間、DAS28、CRP、m�HAQ、入院比率の順でで述べると、2剤併
用療法では、MTX＋SSZ が 654 例、64.5 歳、12.1 年、3.23、0.84、0.38、
4.7％、MTX＋BUCが 477 例、63.6 歳、12.5 年、3.18、0.56、0.41、6.3％、
MTX＋TACが 381 例、65.0 歳、13.7 年、3.34、0.70、0.50、5.8％、BUC
＋SSZ が 146 例、69.0 歳、11.3 年、3.71、1.36、0.55、9.6％、SSZ＋TAC
が 91 例、71.5 歳、13.9 年、4.02、1.51、0.66、14.3％であった。3剤併用療
法ではMTX＋SSZ＋BUCが 85 例、62.8 歳、10.4 年、2.9、0.68、0.28、3.5％
であった。【まとめ】本邦におけるDMARDs 併用療法は、現在、RA治療
におけるアンカードラッグであるMTXを中心に行われ、国際的にも併
用療法薬として認められている SSZ、MTXと併用療法のエビデンスがあ
るBUC、市販後 8年経過し併用療法で主に使用される傾向にあるTAC、
以上、4剤の組み合わせで大部分が行われていた。

O-93-5 NinJa（iR�net による関節リウマチデータ
ベース）を利用した6施設でのリウマチ関連手
術と薬物療法についての分析―2012年度―

○
さいしょ こういちろう

税所 幸一郎1、當間 重人2,3、吉川 教恵1、菅田 耕1

NHO 都城病院 整形外科・リウマチ科1、
NHO 相模原病院 臨床研究センターリウマチ性疾患研究部2、iR�net3

【目的】NinJa を利用した 2012 年度の RA関連手術と薬剤の調査。【方法】
対象は 2003 年度から 2012 年度に 200 症例以上登録のあった 6施設につ
いて、2003 年と比較検討した。【結果・考察】2012 年度には 4830 人（女
3937 人、男 893 人）が登録され、RA関連手術を受けたのは 149 人�164
件、3.1％�3.4％（4830 人中）であり、2003 年の 198 人�244 件、6.14％�7.57％
（3223 人中）より減少していた。2012 年度の RA手術の内訳は（手術件数�
総患者数）、初回人工関節置換 1.93％、滑膜切除 0.08％、関節形成 0.46％、
関節固定 0.37％、腱再建 0.14％、人工関節再置換 0.25％であり、経年的に
はRA関連手術は減少していた。そのなかで初回人工関節置換の減少は
著明であったが、関節形成（2011 年まで）や関節固定については増加傾向
にあった。薬剤は 2012 年度（2003 年度）には 91.6％（81.1％）人に投与
され、うち総MTXは 59.4％（36.4％）、総生物学的製剤（Bio）は 23.6％
（0.6％）、JAK阻害剤は 0.5％（0％）、総免疫抑制剤は 12.5％（4.1％）であ
り、各々 2003 年より増加していた。一方、総既存DMARD類は 30.2％
（53.55％）と減少していた。新規開発薬剤としてMTX、Bio の導入後、初
回人工関節置換などの手術は減少していたが、関節固定や関節形成には
増加傾向がみられ、手術内容に変化がみられている。新たに JAK阻害剤
の導入もあり、今後もフォローしていきたい。

O-93-6 Ninja における費用対効果分析年次報告
2012～DMARDs費用増加の終焉？～

○
すえなが や す お

末永 康夫1、増田 徹1、當間 重人2

NHO 別府医療センター リウマチ科1、
NHO 相模原病院 臨床研究センターリウマチ性疾患研究部2

【目的】近年の関節リウマチ治療による臨床的効果とその薬物費用のバラ
ンスを経年的変化から評価する。【方法】iR�net による RAデータベース
であるNinJa の 2002 年から 2012 年までのデータを利用し、SDAI などを
用いた疾患活動性およびmHAQ、生物学的製剤を含むDMARDs の使用
頻度・投与量・投与法に応じた費用を年度間で比較検討した。それらを
基に費用対効果分析を行い、その経年変化を検討した。【結果】2012 年度
の登録症例は 11940 例。DAS28、SDAI、mHAQは低下していた。低活動
性患者比率および寛解患者比率は増加し、高活動性患者比率は低下して
いた。2012 年度のDMARD使用頻度は 91.4％、MTX使用頻度は 62.0％、
生物学的製剤使用頻度は 23.0％といずれもわずかに増加していた。1年
間の患者 1人当たりの平均DMARDs 費用は約 43 万円と前年度とほぼ
同じであった。特に、登録患者 1人当たりのTCZ費用が約 1.6 万円低下し
ていた。生物学的製剤の費用の全体費用に対する割合は 75.4％を占め、前
年より微増していた。1�DAS28，1�SDAI，1�mHAQを効果の指標とした
効果対費用はここ数年横ばい傾向となっている。（低活動性患者％�高活
動性患者％）�費用は 2009 年より改善してきており、今回 2003 年度のレ
ベルに近づいていた。【結論】例年認められたDMARDs 費用の増加が
2012 年度には認められなかった。その要因としてはTCZの薬価改定が
ある。近年の抗リウマチ薬の費用対効果は着実に改善してきている。

O-94-1 化学療法に伴う口腔粘膜炎に対する口腔ケア
の効果～食後のブラッシングと食間の生理食
塩水含嗽を併用した患者指導～

○
むらかみ ゆ か

村上 由佳、富田 明子、村上 純子、野瀬 香
NHO 宮崎東病院 看護部

【はじめに】A病棟の肺癌患者の化学療法の副作用である口腔粘膜炎の発
症率は 10.1％である。口腔粘膜炎を発症するとQOLに影響を及ぼし新
たな合併症を引き起こすリスクが高まる。今回、化学療法を受ける患者に
対しブラッシング指導と生理食塩液含嗽を実施した結果、口腔粘膜炎予
防のための効果的なケアであることを検証した。【方法】対象者：化学療
法で口腔粘膜炎を発症した既往がある患者 2名 期間：平成 24 年 12
月～平成 25 年 1 月、内容：入院時よりDVDに沿ってオリエンテーショ
ンを実施し、口腔ケアを指導。毎食後の歯磨きに加え、生理食塩水含嗽
（5回�日）を実施し、Eilers Oral Assesment Guide（以下OAG）評価にそっ
て口腔内環境を観察。含嗽水は口腔内の pH7.5 と同様の生理食塩水を使
用した。【結果】A氏：入院時OAG評価合計は 9点。Day5 に口唇の乾燥
にて口角に軽度のひび割れが生じたが、その後の症状悪化はなく 9点で
推移した。B氏：入院時OAG評価合計は 9点。Day4 に舌にひび割れが生
じ、10 点と悪化したが、Day7 より症状改善し 9点であった。舌にひび割
れが生じた際、「生理食塩水は舌にしみない」「うがいをすると舌の痛みが
少なくなる」との発言があった。また両氏とも退院後もうがいを継続した
いと言われた。【考察】化学療法前から指導を行う事により有害事象の出
現前に患者が口腔ケアの必要性を理解でき、効果を実感出来た。その事が
継続する力となり、セルフケア能力の向上に繋がったのではないかと考
える。また口腔内と同じ pHの含嗽液を用いる事は口腔内への刺激を抑
え、患者の苦痛軽減に繋がり継続し実施出来る要因となった。生理食塩水
含嗽は口腔粘膜炎の予防に効果があると考える。
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O-94-2 挿管チューブ固定部の皮膚障害予防ケアの
統一

○
い く た え い こ

生田 英子、大津 美砂、木原 恵美、小林 良三
NHO 九州医療センター 救急治療センター

【目的】救急治療センターにおいて挿管チューブ固定部のケアは日常に行
う看護であるが、皮膚障害の予防ケアは個人のアセスメントによる方法
で行われており、皮膚障害の発生を認めていた。そこでケア方法の変更・
統一を行い、皮膚障害発生の減少に繋がったので報告する。【方法】1．テー
プの貼り方、剥がし方について伝達講習を行った。2．皮膜剤、剥離剤を
使用して 2日に 1回の交換に統一した。3．固定テープは 2日に 1回へ変
更するため、汚染しづらく粘着性が強いものへ変更した。4．病棟看護師
へケア変更前後の皮膚障害の比較、業務負担の有無、今後の検討課題につ
いて質問紙調査を行った。【結果】統一ケアの変更後 6ヶ月間で挿管
チューブ固定による皮膚障害の発生は、状態悪化した血液疾患の患者 1
例であった。質問紙調査の結果では皮膚障害が減少したと答えた看護師
は 87％、業務改善につながったと答えた看護師は 87％であった。しかし
2日に 1回のケアでは固定テープの汚染が気になるという意見があった。
【考察】固定テープの交換回数を減らし、剥離刺激を少なくしたことで皮
膚障害発生の減少に繋がったと考える。しかし基礎疾患がある患者が状
態悪化すると皮膚が著明に脆弱になり、皮膚障害のリスクが高くなる為
交換間隔を検討する必要がある。また固定テープの汚染が強い場合は、
テープの粘着性を低いものへ変更して交換間隔を短くする必要がある。
【結論】ケアの統一により、皮膚障害の発生の減少につながった。しかし
患者の状況に応じたテープや交換間隔の変更が今後の課題である。

O-94-3 人工股関節置換術後の抱き枕作成の基準を検
討して

○
かわしま は る み

川島 治美、高瀬 安里紗、赤羽 由美恵、滝口 礼乃、
大川 美彩、田野實 しのぶ

NHO 宇都宮病院 西1病棟

【はじめに】当院では、変形性股関節症により股関節に疼痛のある患者に
対して、症状の軽減を目的に人工股関節置換術（以下THA）を行ってい
る。術後から側臥位時の内旋と内転位での脱臼の危険性があり、脱臼予防
として看護師は抱き枕を作成し、患者へ脱臼予防の注意点を指導してい
る。しかし抱き枕の作成基準が明確にされておらず、医師の視覚的評価に
より修正し提供している現状であり、「目的がわからない」「見本がほし
い」とスタッフからの意見もきかれた。THA術後患者の脱臼予防に効果
のある抱き枕の基準値を明らかにするため研究を行った。【方法】医師と
PTに安全な抱き枕の作成基準をインタビューし、外転枕使用時の股関節
の外転角度を測定する。インタビュー内容と先行研究の知見、外転角度の
測定を総合的に見て身長 140～160cmの抱き枕を作成する。実際に看護
師が抱き枕を使用し、寸法の 3つを測定して肩幅と外転角度に大きな差
がないか測定する。【結果・考察】厚さは側臥位で肩幅より－10cmの範囲
であり、長径は 1m以上、実際に身長 140～160cm全てが体幹を捻ること
なく仰臥位から側臥位になることができたことから、110cmが適当で、良
肢位となる股関節の外転の角度は、作成した抱き枕と外転枕の使用時ど
ちらも外転角度は 25 度であった。作成した枕は外転位が保持できてい
て、肩幅に合わせた抱き枕は脱臼予防に適した枕であり、医師の視覚的評
価基準から数値的な評価基準を見出すことができた。【結論】1．抱き枕の
基準は長さ 110cm、厚さは肩幅になるようタオルケットにて台形状に調
節する。2．140～160cmの身長に対しては、110cmの長径で支障はない。

O-94-4 創傷管理における疼痛管理の重要性

○
み た に

三谷 あずさ
NHO 横浜医療センター 東7病棟

【目的】今回、術後創部離開に対し陰圧閉鎖吸引療法（以下レナシス）を
施行した患者に、積極的な疼痛管理を実施したところ、創傷の治癒促進に
つなげることができたのでここに報告する。【事例紹介】50 代男性。数年
前に直腸癌に対し低位前方切除術、一時的人工肛門造設術施行。その後人
工肛門閉鎖術施行。今回、直腸癌再発にて腹会陰式人工肛門造設術施行。
【倫理的配慮】発表にあたり患者へ匿名性の保持を口頭で説明し同意を得
た。【看護の実際および経過】術後 7日目にストーマ皮膚粘膜縫合部およ
び正中創からの膿様の排液を多量にみとめ、正中創をすべて開放。ストー
マ皮膚粘膜接合部も離開し膿様の排液を認めた。患者、外科医師とともに
治療方針を相談。洗浄を継続し、その後レナシスを導入することとした。
しかし、洗浄時の疼痛が強く、処置時以外に医療者に対し強い口調で接し
ていることがあった。この時期より疼痛管理を目的に緩和ケアチームに
介入を依頼し、疼痛の程度によって投与方法を変更していった。その後患
者からの疼痛の訴えは減り、医療者に対しても協力的となり、創傷治癒と
なった。【考察】疼痛の原因は複雑で多岐にわたる。患者はこれまで 2
回の手術を経験していた。感染も強く、創部も深く、巨大であった。創傷
管理をする上で局所ケアや栄養管理が注目されやすいが、創傷の治癒促
進に対して疼痛管理も大事な要素の一つである。創部処置の際には疼痛
評価を取り入れ、常に評価していく必要がある。いかなる創傷に対しても
患者の訴えを傾聴し、個別性のある疼痛管理を考慮すること、必要時には
緩和ケアチーム等の専門分野と協働することで早期の問題解決に繋げる
ことが重要である。

O-94-5 無動、無言様状態患者に家族面会が及ぼす自律
神経的効果

○
かたぎり しょうご

片桐 勝吾
NHO 米沢病院 看護課

A病棟は、発語や自動運動が困難な無動、無言様状態患者が多く入院して
いる。家族の面会時に「声をかけても返答がないので話していることがわ
かっているのでしょうか」と聞かれることがある。「返答がなくても、心
の中に届いているはずなので話しかけて下さい」と家族に答えるが、実際
はどうなのか表情などからは読み取ることができずに疑問があった。今
回、無動、無言様状態患者に対し自律神経測定を行い、家族の面会がどの
様な影響があるのかを知る研究を行った結果を報告する。【研究目的】無
動、無言様状態患者に対し自律神経測定を行い家族の面会がどの様な影
響があるのかを知り、今後の看護に活かす。【倫理的配慮】本研究の目的、
方法を口頭で家族に説明し、同意を得た。【研究方法】対象は声かけに対
し反応がない無動、無言様状態患者 3名。家族の面会前後に、患者の両腕
内側中央に電極を貼り携帯型心電計で心拍変動解析を行い、自律神経の
活動指数で反応を判定する。【結果】3名とも家族の面会後に交感神経の指
数が低下し、副交感神経の指数が上昇した。【考察】これまで、声かけに
反応がない無動、無言様状態患者に対し、心の変化をとらえるため表情、
脈拍、血圧など観察したが大きな変化がみられなく、指標にするには困難
であった。今回、簡易的で非侵襲的な方法を用いた事で家族面会の刺激に
対し自律神経の活動を測定できた。一般的に交感神経が緊張状態にあれ
ばストレス状態、副交感神経が緊張状態にあればリラックス状態といわ
れている。結果から、家族の面会によりストレス状態が軽減し、リラック
ス状態が強く感じていることがわかった。今後症例を重ね、本研究を深め
ていきたい。
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O-94-6 初回保護室入院に立ち会った家族の心情～家
族との面接を通して～

○
や ま ね ち ほ

山根 千穂、武田 久美子、藤原 啓、山本 朋恵、大井 弥生、
永末 洋子

NHO 鳥取医療センター 8病棟

【目的】はじめて精神科保護室入院した患者に付き添った家族が、入室時
に抱いた患者への心情と、保護室での治療に対する家族の気持ちを明ら
かにする【対象】初めて保護室入院した患者に付き添った家族【調査方法】
半構造化インタビューとし、レコーダーで面接内容を録音した【分析方
法】内容を逐語録に起こしそのデータを抽出しコード化し、さらに統合し
カテゴリー分類した【倫理的配慮】倫理審査委員会より承認を得た後、調
査への参加意思を示した対象者へ研究の主旨と方法、プライバシー保護
と研究参加を断る権利について文書を用いて説明し同意を得た【結果】3
家族を対象にインタビューを実施し、17 の下位カテゴリーを抽出し 5つ
の上位カテゴリーに統合した【考察】入室時に付き添った家族は保護室環
境にショックを受け言葉にならないという感情を抱いていた。さらに薬
に対する負のイメージや治療に対する不信感を家族は語っており精神科
治療への迷いを生じる要因にもなっていた。家族の中には病気を知らな
かった人もおり、患者の症状を理解できないまま入院し、動揺した心情を
語る家族もいた。保護室の制限に対しても、全体的に厳しい制限だと感じ
ながら、患者の状態を考えると納得せざるおえない部分もある、といった
相反する感情を抱いていた。面接で家族はリフレッシュさせてあげたい
など様々な希望を語っていたが、制限の厳しさから医療者へ伝えづらい
現状があるのではないかと言える。【総論】保護室環境へのショックから
治療への不安を抱く要因となっている患者の病状悪化を理解できず動揺
している事がある制限への相対する感情から医療者へ希望を伝えづらい
現状がある。

O-94-7 生後24時間の直接授乳回数と初経産別の退
院時の母乳栄養確立との関係

○
あけさき ゆ う こ

明崎 祐子1、西村 有加1、山本 果奈1、川村 祐季江1、
福重 眞紀1、田部 三枝1、西山 木梢2

NHO 高知病院 看護部1、NHO 埼玉病院2

【目的】母乳栄養確立には、生後 24 時間以内の 7回以上の授乳が必要であ
るといわれているが、入眠中の新生児を刺激して覚醒させ、母親の休息を
妨げての授乳に対して、疑問を感じた。そこで生後 24 時間の直接授乳回
数と初経産別の退院時の母乳栄養確立との関係性を明らかにし、母児へ
の支援について示唆を得る。【研究方法】期間：平成 22 年度～24 年度。対
象：経腟分娩後、母児同室していた母と新生児、1367 例。データ収集・分
析方法：母親、新生児のデータベースより収集、個人を特定できないよう
にコード化し、SPSS を用い、記述統計、t検定を行った。【結果】初産婦
623 例、経産婦 744 例。退院時に母乳栄養確立できていた者は、全体の
81.7％（うち初産婦 45％、経産婦 55％）。初産婦と経産婦から出生した新
生児を比較し、最大の体重減少率、最大体重減少となった生後日数、生後
24 時間の直接母乳回数に有意差がみられた。【考察】経産婦の場合、乳汁
産生に関係するプロラクチン受容体の数が初産婦に比べて多いという生
理的な特性と、過去の授乳経験により、円滑に授乳行動がとれることは、
頻回授乳に結びつき、体重が増加する時期が早まり、最大体重減少率も低
く、退院時の母乳栄養確立へつながったと考える。【結論】1．経産婦から
出生した新生児の方が、最大体重減少率は低く経過し、最大体重減少と
なった生後日数も早期であり、生後 24 時間の直接授乳回数も多かった。
2．生後 24 時間以内の頻回授乳が行えるよう、経産婦に対しては、過去の
授乳経験に基づく個別的な支援、初産婦に対しては、妊娠中からの知識の
習得や、授乳技術獲得に向けての支援が必要である。

O-94-8 病棟における手指衛生の実際と意識付けによ
る遵守率の向上～WHOの手指衛生テクニカ
ル・リファレンス・マニュアルを用いて～

○
み ず の は な え

水野 英恵、鈴木 節子、井上 さち子、武田 英巳、
石飛 日華里、岡部 可奈子

NHO 千葉医療センター 6東病棟

【はじめに】手指衛生はタイミングを理解し実施することが大切である。
ICUにおける先行研究では実態調査と意識付けの取り組みで遵守率が改
善したという報告がされている。そこでA病棟における手指衛生につい
て実態調査を行い、意識付けによる遵守率の向上について検討した。【目
的】手指衛生を行うタイミングを実態調査し、看護師への意識付けをする
ことで手指衛生の遵守率の改善・向上へつながるか明らかにする。【対
象】A病棟看護師 23 名【期間】2013 年 6 月～2014 年 3 月【方法】1）現
状の手指衛生について、観察法による実態調査を行う。2）実態調査の結
果をフィードバックする。3）持ち運び式擦式手指消毒剤の導入・啓発ポ
スターの掲示を行い、意識付けを行う。4）意識付け後の手指衛生につい
て観察法で実態調査を行う。5）手指衛生の遵守率について再評価する。
【倫理的配慮】本研究は、院内倫理審査委員会の了承を得て実施した。【研
究結果】手指衛生遵守率は導入前が 52％、導入後は 69％であった。手指
衛生のタイミング別では導入前の調査では、環境後（患者の周りに触れた
後）が、最も低く 38％であった。導入後の調査では全ての場面で遵守率
が向上した。経年別に見ると 1～3年目看護師の遵守率は導入前では低
かったが、導入後では 4年目以上の看護師と同じ遵守率となった。手指衛
生遵守の内訳は導入前で擦式手指消毒剤使用は全体の 75％であった。
【結論】・A病棟における導入前の手指衛生遵守率は 52％であった。・導
入後の手指衛生の遵守率は 69％まで上昇した。・意識づけによる手指衛
生遵守率は全体的に向上し 1～3年目看護師に、より顕著にみられた。

O-95-1 産科病棟におけるプリセプターのストレス要
因調査―プリセプター支援のあり方を考え
る―

○
もりもと ち ひ ろ

森本 千尋、森 あゆみ、山下 ひろみ、岩田 千恵、柳原 育子
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 産科病棟

【研究目的】
プリセプター経験者にストレス調査を行い、課題を出すことによって今
後のプリセプター支援に役立てる。
【方法と対象】
A病院産科病棟・MFICUでプリセプターを経験した看護師 2名、助産師
4名に 30 分程度の半構成的面接を行った。
【結果と考察】ストレス要因の上位は＜プリセプティの態度＞となり、指
導を受けるプリセプティの態度や指導内容がプリセプティに伝わってい
ないことがストレスとなっていた。自身の時間を削り学習し、指導した内
容をプリセプティが理解していないことに加え、他スタッフからのプリ
セプティに関する指摘も多く、行き場のない困惑や苛立ちがプリセプ
ティの態度によって膨大していると考えられる。
次いで＜スタッフからの指摘＞となり、スタッフが新人指導担当をプリ
セプター一人に任せ、さらに新人指導能力をも求めている実態はプリセ
プターにかなりのストレスを強いることが推測される。プリセプティの
現状を常に病棟スタッフ達と共通理解し、個人の価値観に左右されない
よう調整が必要である。
プリセプター役割の遂行にはスタッフの影響が大きい事を考慮し、新人
指導におけるスタッフの役割を明確にし、病棟全体で支援する体制が重
要である。それには各々のプリセプターに対する役割認識の違いを訂正
する必要があると考える。
【結論】
1．プリセプターのストレス要因として＜プリセプィの態度＞、＜スタッ
フからの指摘＞があった。
2． 産科分野での専門性の高い知識・技術を指導するストレスはあるが、
ストレス上位は他病棟でも共通して言える内容であった。
3．プリセプター役割の明確な位置づけと役割提示を行い、病棟全体が同
一の認識で新人指導に携わることが必要である。
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O-95-2 筋ジストロフィー患者の移動介助に関わるス
タッフの意識～移動方法の勉強会前後の変
化～

○
こばやし か よ こ

小林 加代子、土江 範尚、桐原 恵理、矢倉 みどり
NHO 松江医療センター 看護部

【目的】筋ジストロフィー患者の移動方法の勉強会を行うことでスタッフ
の意識の変化を明らかにする。【方法】期間：平成 25 年 5 月～26 年 2 月対
象：移動介助に関わるスタッフ 16 名方法：1．移動介助に関する勉強会
｛スライダー・床走行式リフト（以下リフトとする）・抱きかかえのデモ
ンストレーションをそれぞれ 4回ずつ｝を実施 2．移動介助時の注意点に
ついてのアンケートを作成 3．勉強会後にアンケートを実施し前後での意
識について調査・分析【結果】アンケート結果からスライダーでの移動時
に危険を感じた場面は、必要な人数の不足や方法・手順の曖昧な時であ
り、勉強会後はそう感じる人は減少した。勉強会での学びは、正しい方
法・手順が理解できたことと、2人より 3人、3人より 4人での移動が安
全だと分かったことが多かった。リフト・抱きかかえでの移動時は勉強
会前後共に患者の身体・姿勢を注意していた。リフトでの移動について
の勉強会での学びは、2人での介助が安全だと再確認できたことと、患者
体験により患者にどのような負担がかかっているかが分かったと意見が
多かった。抱きかかえでの移動についても勉強会での学びは、方法・手順
が理解できたことが多かった。また、移動時に危険だと感じたかの問い
に、常にある・時々あるという回答が勉強会後は全ての介助方法で減少
した。【考察】移動介助に関わるヒヤリハットが平成 24 年度は 6件、25
年度は 4月に 1件、勉強会開始後の 5月以降は 5件あり、意識や行動に変
化があったかは評価出来なかった。しかしアンケートの結果から、勉強会
を行なったことでより安全な介助方法を認識することができ、勉強会前
後での意識と行動の変化につながった。

O-95-3 小児患者を対象としたシミュレーション教育
に関する研究動向と今後の課題

○
ほり い く こ

堀 郁子、高橋 佑理、野崎 由貴子、清水 綾子、小山 陽子
NHO 東京医療センター 5階B病棟

【はじめに】現在、医師と共同して教育にシミュレーションに取り組んで
おり、効果的な方法や評価方法について模索している。今回、小児患者を
対象としたシミュレーション教育に関する研究の動向を明らかにし、シ
ミュレーション教育の方策についての示唆を得るためにこの研究に取り
組んだ。【目的】今後のシミュレーション活用における看護知識の習得、
技術の獲得、医療安全の確保、看護の質の向上、チーム医療への効果を踏
まえた基礎的研究に資することである。【方法】文献検索に医学中央雑誌
を用いた。該当した 8件を本研究の文献検討の対象とし、抽出した文献 8
件の文献検討シートを作成・整理した。【結果】研究対象者が看護師のみ
7件、医師と看護師共同 1件、3年目以下の看護師を対象とした報告は 4
件。調査対象者は看護師が 7件、医師と看護師が 1件、そのうち新人看護
師対象が 4件。場面設定は、急変の対応 6件、新生児の蘇生 1件、その他
1件。【考察・結論】（1）小児患者を対象としたシミュレーション教育は少
なく、小児領域におけるシミュレーション教育について検討を重ねる。
（2）医療安全の確保、医療と看護の質の向上のために、経験年数を問わな
いチームワークを強化するシミュレーション教育を行う。（3）検査・処置
などの日常的なことからはじめステップアップしていくような仕組みを
つくる。（4）実施者に過度の緊張やストレスを与えないように配慮し、継
続していく必要がある。（5）シミュレーション教育を実施していても、論
文化しているとは限られないため現状を明らかにすることには限界があ
る。

O-95-4 療養介助員業務の標準化に向けての取り組
み―集合研修を通して―

○
いしくろ あ け み

石黒 明美、増田 志伸、綿 珠美
NHO 富山病院 看護課

【背景】当院は重心 3病棟に療養介助員を各 4名配置していたが病棟間で
業務内容に違いが生じてきていた。また、介護技術教育は各病棟に任され
ていた。【目的】療養介助員業務内容を病棟間で統一し、各自の介護技術
実践力を向上できる。【方法および結果】1．療養介助員業務基準手順につ
いて看護職員業務指針や療養介助職研修資料、他施設の療養介助員業務
内容を参考に現状の業務内容を踏まえ見直した。集合研修で基準手順を
全員に配布、見直しの経緯を説明するとともに業務内容に対する疑問や
困っていること等を確認した。経過記録記載や患者受持ち方式の変更に
より当初は混乱が生じた。2．介護技術研修として食事、ポジショニング、
移送、排泄、清潔、環境調整等、計 5回実施。内容ごとに疑問や困ってい
ることを事前確認し、講義、演習またはベッドサイドでの実技指導を行
い、G.Wで振り返った。研修後の学びは「根拠が理解できた」「注意点が分
かった」など知識習得に関する内容と「より良い方法を考えたい」「苦痛の
無いよう援助したい」など援助の質向上につながる内容であった。【考察】
介護技術研修は疑問や困っていることの事前確認が動機づけになり、講
義で基礎知識を説明後、実技指導を行ったことで日頃の援助が統合され、
「患者にとってどうか」と各自が介護技術を見直す機会となった。また、
経験年数にかかわらず共に学んだことや各病棟のベッドサイドで研修を
行ったことで療養介助員同士の交流や他病棟の状況を知る機会になっ
た。【結論】療養介助員基準手順を見直し、集合研修で継続的に活用した
ことで療養介助員業務の標準化につなげることができた。

O-95-5 緩和ケアにおける家族とのコミュニケーショ
ンに対する困難感の要因～急性期病院A病棟
の現状分析から～

○
いのうえ あや

井上 彩、本田 彩乃、高木 理沙、櫻木 愛、安永 浩子、
田中 幸子

NHO 熊本医療センター 7階西病棟

【目的】A病棟看護師の緩和ケアにおける家族とのコミュニケーションの
困難感の要因を明らかにする。【方法】本研究に同意が得られたA病棟看
護師を対象に、先行研究を参考にして独自に作成したアンケートを用い
て調査。家族とのコミュニケーションに対する困難感との関連はピアソ
ンの相関係数を用いた。アンケートの自由記載の結果から、家族とのコ
ミュニケーションを困難にしている内容を抽出し、コード化してカテゴ
リーを作成。【結果】「家族対応時に苦痛を感じない」の項目において、「緩
和ケアにおいて取るべき情報がわかる」で負の相関があった。また、アン
ケートの自由記載より緩和ケアにおける家族とのコミュニケーションで
困難と感じている内容は「話の切り出し方、場の設定が難しい」「基本的コ
ミュニケーションスキルが不足している」「難しいコミュニケーションス
キルが不足している」「家族の意見・認識のズレ」「看護師のストレスマネ
ジメント不足」の 5つのカテゴリーに分類された。【考察】A病棟看護師
は緩和ケアにおいて取るべき情報が分かる人ほど家族対応時に苦痛を感
じている傾向にあると考える。これは、経験を重ねる中で緩和ケアにおい
て取るべき情報が分かるようになると同時に、対応に困った経験を多く
重ねていることで関わりを避けたくなるなど精神的な負担を抱えている
ことが要因であると考える。また、カテゴリーからはコミュニケーション
に関する知識・トレーニング不足、緩和ケアカンファレンスやデスケー
スカンファレンス不足、ストレスマネジメント不足が困難感の要因と
なっていることがわかった。
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O-95-6 インフォームド・コンセントにおける看護師
ガイドラインの活用と評価

○
もろどめ

諸留 えりか、井手 智子、上野 みゆき、水流 尚子、徳永 志保
NHO 鹿児島医療センター 副看護師長研究会

【はじめに】副看護師長研究会では、平成 23 年度「インフォームド・コン
セントにおける看護師ガイドライン」を作成した。平成 24 年度、活用状
況の把握と看護実践についてアンケートを行い、ガイドラインの活用は、
ICに対する知識の習得や教育ツールとなったという結果が得られた。平
成 25 年度は、得られた結果の維持・向上のため、各部署副看護師長が管
理的視点で立案したアクションプランを 2か月間実施しガイドラインの
活用を啓発する。【目的】1．各部署副看護師長がアクションプランを提示
し、ガイドライン活用を推進し、病棟の ICにおける看護師の役割遂行を
促進するとともに知識の向上を図る。2．ガイドライン活用の現状と課題
を明確にする。【方法】各部署副看護師長が立案したアクションプランを
2か月間で実施。その後、ガイドラインの内容を項目に挙げたアンケート
（38 項目）を実施し、平成 24 年度と比較する。【結果】1．平成 24 年度よ
り 38 項目中 37 項目でガイドラインに沿った看護実践ができると回答し
た割合が増加した。2．IC 前のストレス回避行動や対処法の把握、IC後看
護計画の立案・修正に関する項目で十分にできていないと回答したのが
50％以上であった。3．ガイドラインが「参考になった」と回答したのは
81％と非常に高かった。しかし、看護場面で活用できたと回答したのは
50％であった。【結論】1．アクションプランを提示しガイドラインを活用
することは、ICにおける看護師役割遂行の促進、知識の向上につながっ
た。2．知識を看護実践に繋げることが難しいことが示唆された。今後、
十分にできていない項目を分析し、ガイドラインの啓発・評価を継続す
ることが課題である。

O-96-1 「術後譫妄」に対する国立病院機構外科・麻酔
ネットワークグループ調査報告

○
こいずみ まさのり

小泉 雅典1、濱田 朋倫2、朝井 裕一2、手島 伸2、田村 明彦2、
鈴木 宏昌2、小澤 章子2、竹田 伸2、竹内 幸康2、内藤 稔2、
池田 昌博2、芳賀 克夫2、瀬戸口 秀一2、庄野 嘉治2、
森脇 克行2、七野 力2、水元 孝郎2、島川 宣子2、山本 和義2、
平尾 素宏2

NHO 水戸医療センター 外科1、NHO ネットワークグループ 外科麻酔科2

「はじめに」人口の高齢化社会に伴い高齢者の手術数は増加している。高
齢者には譫妄をはじめ特有の術後合併症があり、治療成績にも重大な影
響がある。高齢者の術後譫妄は、医療資源と患者の医療安全上に大きな問
題である。国立病院機構外科・麻酔科ネットワークグループでは、平成 25
年に 40 施設を対象に術後譫妄に関する意識・実態・対策に関するアン
ケート調査を行ったので、その結果を報告する。「結果」26 施設から回答
を得た（アンケート回収率 65％）。高齢者の術後譫妄発生率には 10％未満
から 60～70％と幅があった。術後譫妄の発症時期は術後 2日目、譫妄の
回復までに要する期間は 1カ月であった。術後譫妄の影響が退院後長期
に及ぶという回答もみられた。術後譫妄の診断基準としては、MMSE
や DSM�IV が妥当とされた。リスクファクター（回答数）としては、高
齢（21）、術後合併症（13）、アルコール依存（11）、精神障害（10）、性別
（9）、麻酔深度（5）でした。術前予防策をとった施設は 3施設（11％）で、
対策は認知機能の評価が 2施設、禁煙の徹底が 1施設であった。術後譫妄
の治療や予防対策は、術後疼痛管理（17）、生活リズムの改善（16）、術後
合併症の回避（15）、ドレーン数の減少（11）、リスペリドンの投与（9）な
ど。周術期を通して術後譫妄にチームとして対応している施設は 3施設
のみで、11 施設では全く対応していなかった。「結語」術後譫妄に対する
アンケート調査した。術後譫妄は、医療安全のうえで病院全体で取り組む
べき問題であり、将来的には本グループで治療や予防を研究する必要が
ある。

O-96-2 安全な胸腔鏡手術手技トレーニング法確立に
向けて

○
ありくら じゅん

有倉 潤、水上 泰、安達 大史、近藤 啓史
NHO 北海道がんセンター 呼吸器外科

肺癌に対する胸腔鏡手術では開胸下と異なる術視野展開や自由度の制限
された手術器具操作などが必要になる。初心者には難しく、簡単にできな
い手術であるので様々なトレーニング法が試行錯誤されている。これま
でのわれわれの取り組みを報告する。初めにブタでのアニマルラボのト
レーニング法を研究し、T�bar lifting 法と名付け発表した。アニマルラボ
は動物愛護や費用の問題、施設への移動時間がかかるのが欠点であった。
そこで定型的肺切除のトレーニング用として、市販のドライラボキット
（胸腔モデルはエンドワークソラコ、肺葉モデルはAC肺モデル：ともに
MCメデイカル）と臨床用のモニター付きの内視鏡光学機器を利用した
セットを組んだ。手術器具は臨床と同じ器具を使用した。このセットでは
比較的簡単・低価格で、胸腔内での場のつくり方、カメラワーク、手術器
具の使い方など色々な場面を想定した教育が行えるようになった。しか
し大型機材の準備が必要になり、いつでも手軽に行えないことが欠点で
あった。その対策としてトレーニングセットを携帯式にしたモデルを考
案した。折りたたみ式の既成のボックスを改良して透明な天板を取り付
け、人体に近い胸腔モデルとした。web用カメラをパソコンに繋ぎ、手術
用ビデオ機器を使用せずに手術の練習が出来るようになった。また、手術
手技のビデオを編集し、モバイル機器でいつでも手軽にイメージトレー
ニングできるようにした。考察：時間のある時に手術手技の要点を繰り
返しみて、大掛かりな装置を用いず、コストをかけずに実際の手術をイ
メージしたトレーニングが可能と思われた。基本手技の統一は医療安全
の観点でも重要と考える。

O-96-3 熊本医療センターにおける連携大学院の運営

○
は が よ し お

芳賀 克夫
NHO 熊本医療センター 臨床研究部

国立病院機構熊本医療センターでは、平成 17 年に熊本大学大学院医学教
育部と協定を結び、連携大学院を設置した。連携大学院とは、大学院外の
機関に教官を置き、その機関で大学院生の研究指導を行う教育方式のこ
とである。本教室では、教官も大学院生も同じ病院に勤務する医師であ
る。本発表では、連携大学院の 7年間の歩みと運営上の課題を報告する。
本教室は、平成 18 年度から外科再建医学講座臨床国際協力学分野とし
て、教官 2名（客員教授 1名、客員准教授 1名）、大学院生 1名でスター
トした。現在は、教官 3名で、5名の大学院生を指導している。大学院生
は、日常診療の合間を縫って、講義・演習を受けている。研究テーマは、
各大学院生の持つ臨床上の疑問点や課題を取り上げ、多施設共同コホー
ト研究を実施している。現在まで、2名の医学博士を輩出し、英語原著論
文は 15 編出版した。連携大学院運営上の課題は、まず指導時間の問題が
ある。大学院生は全員 30 代の働き盛りの医師であり、なかなか打ち合わ
せの時間が取れない。多忙を理由にコミュニケーションが途切れがちに
なるが、週 1回は研究の進捗状況を把握し、指導するよう努力している。
また、別の課題としては、大学院生が麻酔科・血液内科・救急科と多岐に
亘り、指導教授の専門範囲を超えていた点である。この点については、院
内の各専門家を准教授に迎え、指導体制を整えた。この他、大学院本部か
ら情報が入手しにくいという問題があったが、平成 25 年度からは客員教
授が毎月教授会に出席し、適時情報を入手するよう努めている。まだ行き
届かない点も多いが、今後は臨床現場から斬新なエビデンスを発信して
いきたい。
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O-96-4 電子カルテを利用した後向き臨床研究におけ
るイベント情報収集効率化の事例報告

○
まつなが ゆ か り

松永 由香里、住田 陽子、山本 景一、西村 邦宏、宍戸 稔聡、
石原 正治、宮本 恵宏

国立循環器病研究センター 予防医学・疫学情報部

【背景・目的】後向き臨床研究のイベント情報収集は、過去のカルテを大
量に閲覧する必要があり、医師、コーディネータ（CRC）などの負担が大
きい。既に多くの病院で電子カルテが導入されており、大量の診療情報が
電子化され保管されている。これを活用することにより、後向き臨床研究
のイベント収集の効率化が期待される。しかし電子カルテを研究に利用
するためには、格納済みデータの精度を事前に検証する必要がある。電子
カルテに格納された情報の精度を評価し、後向き臨床研究のイベント収
集を効率化した事例を報告する。【方法】当センターが実施する後向き観
察研究である「心血管疾患患者における血糖コントロールと心血管イベ
ントに関する研究」の登録症例 100 例を対象に、急性心筋梗塞、PCI、入
院を要する心不全、人工透析、死亡、の発生有無について、CRCがカル
テを閲覧し情報を収集する。また同じ 100 例について、電子カルテ及び臨
床データウエアハウスの ICD�10 コードとKコードを用いてイベント情
報を一括収集する。それらをElectronic Data Capture システム（RED-
Cap）のダブルエントリー機能を使って一致度を比較する。【結果・考察】
比較した 100 例につき、非常に高い一致度（κ係数＝0.8660031）であるこ
とが計測された。また、完全不一致は 2％のみであった。本研究に関して、
医師・CRCのカルテスクリーニングの代わりに電子カルテデータの利用
が可能であった。電子カルテの利用が後向き臨床研究のイベント情報収
集の作業負担の軽減に有効であることが示唆された。

O-96-5 肺癌組織のDNA量測定のための細胞調製シ
ステム FC�210V�ACI�Xの評価

○
み む ら ゆ か

三村 由香1、塩山 高広2、鈴木 あかね2、天野 芳隆2、
久保 寛嗣2、三村 雄輔1、山森 伸二2、村上 知之1,3

NHO 山口宇部医療センター 臨床研究部1、
日本光電工業株式会社 荻野記念研究所 河田町研究室2、
NHO 関門医療センター 病理診断部3

【目的】腫瘍の悪性度や予後の因子としてのDNA Aneuploidy（DA）の臨
床的有用性は期待されているにも関わらず、標準化された測定法がなく、
結果の再現性がやや低いことからその使用は現在のところ限定的であ
る。そこで 2009 年、日本サイトメトリー学会は測定法の標準化について
「DA検索のガイドライン」を発表した。我々はこのガイドラインに沿っ
て、DA測定の新システム（試薬キットFC�210V と細胞調製装置ACI�X、
日本光電工業株式会社）を開発した。今回、肺癌組織を用いてこのシステ
ムの評価を行った。【方法と材料】肺癌手術 19 例の腫瘍部と非腫瘍部から
数ミリ角の組織片を採取した。組織片を 2分割し、一方を新システムで、
他方を熟練技師による従来法（眼科鋏を用いたTriton X�100 法）で、細
胞分散と染色を行った。FACS Calibur（Becton�Dickinson 社）でそれぞ
れのDNAヒストグラムを作成し、2Cピークの CV値、DAの出現頻度と
そのDNA Index 値（DI）、DI 値が 1.2 以下の Pseudo�DAの検出頻度、サ
ンプル調製の簡便性等を比較した。【結果と考察】新システムでも従来法
と同様に十分な細胞数と良好なCV値（2�4％）が得られた。DAの出現頻
度やDI も両方法ともにほぼ同様であった。Pseudo�DAの検出頻度が新
システムでは高く、その原因究明と対策が必要であると考えられた。組織
破壊が少なく、残った組織片での顕微鏡観察が可能であると同時に、半自
動の細胞調製システムにより安定した細胞の取得が取得できる事から、
新システムの臨床応用への可能性が示唆された。

O-96-6 研究業績集の集計による研究トレンドと臨
床・研究連携可視化の試み

○
みずもと よ し こ

水本 佳子1、岩田 倫明1、服部 満1、長谷川 周平1、
中田 はる佳1、赤川 英毅1、原口 亮1,2、巽 英介1

国立循環器病研究センター 研究開発基盤センター 知的資産部1、
国立循環器病研究センター 情報統括部2

国立循環器病研究センターは，病院と研究所と研究開発基盤センターと
が一体となり，循環器疾患の究明と克服に向けた活動に取り組んでいる．
知的資産部では，臨床経験や学術的成果といったセンター内の知的資産
を有効に活用し，早期の事業化・製品化に向けた様々な活動を行ってい
る．臨床と研究の連携，医療ニーズと研究開発シーズのマッチングや，企
業・大学・公的機関を含めた産学官連携を推進するにあたっては，自組
織内の研究に関するアクティビティの把握が不可欠である．多くの研究
機関と同様に当センターでもアクティビティについて研究業績集という
形で情報を集積し蓄積している．そこで我々は研究業績集を入力データ
とし，研究のトレンドと臨床・研究間の連携を可視化することに着目し
た分析を行ったので報告する．入力データとして 3年分の研究業績集（和
文・英文）を用いた．はじめに全ての業績タイトルを形態素解析し，前年
比で出現頻度が倍以上または半分以下である形態素を抽出して集計を
行った．次に全ての業績の共著者情報を抽出し，これを情報システムの職
員マスタから抽出した職員氏名（ローマ字表記含む）と所属情報のデータ
と統合し処理することによって，和文と英文の著者名の名寄せを行い，共
著関係をカウントして部署毎に集計を行った．集計の結果，形態素の出現
頻度や部署間の共著関係の 3年間にわたる推移を可視化することができ
た．本手法による研究トレンドと臨床・研究連携可視化の試みは，自組織
の研究アクティビティの把握だけでなく，産学官連携推進活動に対して
も有益な情報を提示できると考えられる．
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P1-1-1 病床管理システムの災害対策への活用の試み

○
たかはし と し お

高橋 敏夫、大平 香織、福地 香、日照田 綾子、佐藤 渚、
坊山 光良、菅井 浩子、大下 真美、小関 敦、逢坂 耕司、
齋藤 侯智

NHO 青森病院 地域医療連携室

【はじめに】昨年の本学会で、市販のデーターベースソフト（FileMaker）
で作成した“患者情報把握を中心においた病床管理システム”を紹介し
た。本年 3月に新病棟開棟したこともあり、今回、この病床管理システム
を災害時の対策の一助にできるかを検討した。【方法】まず、以下の点に
ついて検討した。1．当院で検討すべき災害とは何か。2．新病棟で検討す
べき災害対策は何か。3．病床管理システムをどのように活用できるか。
【結果】1．当院は津軽平野にあり、対策を立てるべき災害は、地震と火災
となる。2．いずれの場合も、短期的には災害発生後の安全な場所への避
難経路の確保と患者搬送が重要となる。新病棟はワン・フロアーを防火
区画として 2分割しており、特に火災に関しては非出火区画への移動が
課題となる。3．神経疾患、重症心身障害児（者）が大部分を占める当院
の場合、患者の介護度・呼吸器使用の有無、どの部屋のどの場所に当該患
者がいるかは重要な情報で、患者情報を日々更新して、現実的な避難計画
を立てておくことが求められる。この点で、a）災害対策立案時に本シス
テムを活用し、b）発生時の災害対策本部の立ち上げ後の患者情報の速や
かな把握（避難前後）をすることで、災害対策の一助になり得ると考えら
れた。また、これに対応すべく病床管理システムを改変したので紹介す
る。【結語】要介護者の多い当院の場合、患者の障害度、移動手段、及び
移動後の安全の確保という観点から、災害対応を盛り込んだ病床管理シ
ステムは、災害対応の一助となるものと考えられた。今後の検討課題とし
て、長期化した場合の避難計画についても、具体的な検討をしていきた
い。

P1-1-2 RISを活用した医療安全の取り組み

○
いのうえ あい

井上 藍、小林 正佳、山田 隆敏、好田 寿、増田 阿紗子、
中尾 弘

NHO 奈良医療センター 放射線科

【目的】当院では，本年 2月の電子カルテ稼働に併せて放射線情報システ
ム（以下，RIS）を導入した．それらの導入にあたり，医療安全を念頭に
オーダリング，及びRIS の構築を行った．
【方法】当院は，深部脳刺激装置（DBS）や脊髄刺激療法（SCS）など体
内金属が挿入されている患者が多いため，オーダーは検査目的や体内金
属，妊娠の有無など，必須情報を登録しないと発行できない仕様にした．
また，受付・検査実施には，外来患者は基本予定表もしくは予約票で，入
院患者はネームバンドで患者認証を行い，原則バーコード読み取りによ
る患者認証を実施することとした．
【結果】受付から検査実施まで手入力を排除することにより，患者情報誤
入力のリスクが減った．導入して 4ヶ月だが，患者間違いは起こっていな
い．手書きオーダーが無くなったことで，依頼内容が判読し易くなり，検
査目的が明確化した．また，コメント機能の活用で科内やオーダー側への
情報伝達も容易に行えるようになった．過去画像参照も，端末から直接参
照できる環境が整い，再現性の向上，検査時間の短縮に寄与し効率が向上
した．
【結語】RIS 導入により，検査実施の安全性・効率が向上した．

P1-1-3 ティーチングファイルシステムを活用した情
報共有の取り組み

○
さいとう ひろつぐ

齋藤 大嗣、西村 芳久、横浜 敬一郎、京野 伸郎、福井 保夫、
茶木 俊彦、中泉 孝

NHO 帯広病院 統括診療部 内科�総合診療部 放射線科

【背景】当院は平成 25 年 6 月に病院情報システムが稼動し、放射線部門で
もRIS と PACSが導入された。これにより医療スタッフの協働や連携が
期待され、放射線部門も各診療科の画像診断の補助になるような役割が
求められている。これらの状況の中、読影の補助における問題を表面化す
ることが喫緊の課題であり、そのための取り組みとしてティーチング
ファイルシステム（TF）の活用を考案した。【目的】画像読影及び撮影技
術報告をティーチングファイルに保存しデータベース化することによ
り、診療放射線技師の経験による暗黙知を表面化させ、情報共有が促進し
ていく効率的な読影補助環境を構築する。【方法】HIS、RIS、PACSと
ティーチングファイルシステム（TF）が連動するシステムを構築する。
症例、検査失敗例、撮影技術情報、解剖などによる検索を可能にする。週
1回の検討会を開催し、TFの活用について評価と改善を行う。【結果と考
察】電子カルテとティーチングファイルシステムが連動しているため患
者情報の添付が簡便になった。暗黙知と思われる個人のノウハウを表面
化させたことにより、知識の共有が可能になった。RIS に TFの保存を表
記したことで検索が簡便になり、検査前の情報取得を安易にした。症例と
撮影技術をまとめたことにより検査への理解が深まり、あらたな知識の
創出と現状での問題点が表面化した。今後はレポートシステムの活用な
どを視野にTFの活用を継続することで、個々の読影能力及び検査の質
が向上すると考えられる。

P1-1-4 画像修正依頼書のデータベース化による有用
性について

○
はたもと たかひこ

幡本 貴彦、田島 悠也、田村 正樹、小松崎 篤
NHO 東京医療センター 放射線科

［はじめに］
当院では 2012 年 1 月、新システム導入に伴い「画像修正依頼書の作成」を
新たに取り決めた。運用方法として、画像の誤転送が行われた場合、現場
の責任者は依頼者から「画像修正依頼書」を受け取り、画像サーバーから
画像を消去している。しかし、「画像修正依頼書」の作成は紙運用で行っ
ているため、どういった内容で画像修正依頼が発生しているのか統計が
取りづらい状況となっている。
［目的］
マイクロソフト社のACCESS を用いて、得られた統計データから画像修
正内容を把握すると共に今後の修正依頼件数の改善に役立てないか検討
を行った。
［結果］
2012 年 1 月から 2014 年 3 月までの統計データを解析したところ、モダリ
ティー別の割合は、一般撮影、CT、MRI の順で修正依頼件数が全体に比
べて多いことがわかった。主な原因として「画像の反転忘れ」、「再構成用
の元画像の誤転送」が挙げられた。
［結論］
作成したデータベースを用い、修正依頼理由やその他のデータを抽出し
解析することで、部門レベル、個人レベルで具体的な注意喚起を行うこと
ができるようになった。
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P1-1-5 オーダリングシステムの導入に伴う特定生物
由来製品の運用・記録の管理について

○
さいとう と し き

齋藤 敏樹1、加藤 一郎2、滝澤 喜久男1

NHO 沼田病院 薬剤科1、NHO 千葉医療センター2

平成 15 年 7 月 30 日より、「特定生物由来製品」に関する改正薬事法が施
行され、医療関係者は、特定生物由来製品の使用に係る製品名、製品の製
造番号・ロット番号、投与日、患者氏名、住所等の記録を 20 年間保管す
るなど法的な対応が義務化された。そのため薬剤科では、特定生物由来製
品の払出し業務を実施していることから、これらの記録の保存・管理を
することとなった。当院薬剤科では、これまでの業務フローの見直しを実
施し、色々な運用方法を試みてきた。しかし手書き注射せん（2枚綴り）に
よる運用は、投与実施の有無の確認の手順や薬剤師の不在時にオーダー
された注射せんの処理が繁雑であり、確認作業に時間を要することが主
な問題点となった。
そうしたなかで、平成 21 年 12 月のオーダリングシステムの導入に伴い、
部門システムに「特定薬剤管理システム」も導入した。そしてこれらを連
動させた新たなシステムを開始するために、特定生物由来製品の納品管
理から払出し業務（薬剤師在室時、不在時および手術使用時）、そして使
用時に必要な記録の保存・管理を含めた業務フローを再構築し、平成 22
年 7 月から本格的に始動した。その結果、これまで問題点となっていた特
定生物由来製品の投与実施の有無の確認を含め、最も業務時間を費やし
ていた使用に係わる製品名、製品の製造番号・ロット番号の入力及び医
事課に依頼していた患者住所の抽出が効率化された。なお、抽出した記録
は、製品ごとに電子媒体と帳票類で保存・管理を実施している。

P1-1-6 九州がんセンター・輸血管理室における電子
カルテの導入について

○
よしもと ち ひ ろ

吉本 千尋1、鵜池 直邦2、稲垣 二郎3、崔 日承2、田口 健一1、
北里 謙二1

NHO 九州がんセンター 臨床検査科1、NHO 九州がんセンター 血液内科2、
NHO 九州がんセンター 小児科3

【はじめに】当院では 2014 年 1 月に初めて電子カルテ（HIS）が稼働とな
り、輸血管理部門もこれまでの伝票運用からHIS 運用を開始したので報
告する。
【概要】HIS は株式会社ソフトウェア・サービス、輸血部門システムは
オーソ社のBTDである。BTDは以前から使用しているため、HIS 端末と
の相乗りは行わなかった。
【システムの特徴】日本輸血・細胞治療学会の I&A（視察と認証）チェッ
クリストに沿って要求水準をクリアできるシステム構築を行った。血液
センターから入庫された製剤は、入庫時と病棟払出し時に外観チェック
を行い、チェック記録を残す機能とした。患者検体の採血時には認証を行
い、採血担当者が特定可能とした。また輸血同意書は、印字時に輸血部門
システムへその情報が送信され、HIS 上では取りこまれた同意書をワン
クリックで確認できる。輸血製剤の払出しは、看護師と検査技師により照
合項目確認後、製剤と双方の felica で 3 点認証を実施、その後病棟にて担
当医師と看護師で上記同様に 3点認証を行う。輸血実施時は患者リスト
バンド、輸血実施者と製剤でのバーコード 5点認証を実施する。患者の記
録として、輸血開始時・5分後・15 分後・輸血終了時にそれぞれ体温・
血圧・脈拍・呼吸数・SpO2・副作用情報を記録するが、これは看護記
録・BTDとリンクしている。副作用項目は輸血副作用対応ガイドにある
17 項目とし、すべて必須入力である。また、自己血や造血幹細胞移植も採
取から移植までの管理を行えるようにした。
【結語】輸血・細胞治療において、患者や製剤の取り間違いを防ぐことが
最も重要であるが、輸血オーダーから副作用、造血幹細胞移植の管理まで
を完全ペーパーレスとしたことの意義は大きい。

P1-1-7 電子カルテ導入における臨床検査科の現状と
課題

○
し み ず ともあき

清水 友章、岸本 篤人、西村 美香、西井 千恵、永原 圭子、
大石橋 典子、大西 浩、平内 洋一

NHO 松江医療センター 臨床検査科

【はじめに】当院は 2014 年 2 月に管理診療棟の移転と同時に電子カルテ
の運用を開始した。検査科では電子カルテの導入により、検査科での入力
ミスの減少、検査情報の可視化・迅速化、また、事前の検査予約状況の把
握が可能となり、検査業務の効率化につながっている。現在運用開始後
3ヶ月が経過し、現状と課題がみえてきたので報告する。【システム仕様】
電子カルテは富士通FIP«HOPE�EGMAIN－GX»を導入しており、検査
システムとして検体検査はシスメックスCNA«La－vietal LS»、細菌検査
システムはHONEST«SMILE»を使用している。病理検査、生理検査に関
しては部門システムの導入はなく、電子カルテは富士通FIP のパッケー
ジ版を使用している。【電子カルテ導入までの流れ】病院から権限移譲さ
れたコアWGの下部に各部門のWGが設置され、検査科担当WGは、検
査WG、生理WG、手術・輸血WGの 3つで、それぞれ医師 1名、看護師
2名、医事 2名、検査科 1名で構成された。それぞれのWGで規約作成、
マスタの洗い出し作業、運用マニュアルの作成等を行った。電子カルテ運
用後、修正等を実施し、2014 年 5 月現在では第 5版運用マニュアルとなっ
ている。【今後の課題】病棟で実施されている血糖検査、血液ガスのデー
タ入力、閲覧方法の取扱い、また、生理検査・病理検査では部門システム
がないため、データの取り込みが課題となっている。細菌検査に関して
は、オーダ入力時の簡素化に対する要望があり、必須項目の見直し、検査
セットを検討中である。

P1-2-1 当院における予後調査の取り組み

○
あ べ あゆみ

安倍 歩、田口 早苗、助川 素子、島村 弘宗
NHO 仙台医療センター 院内がん登録室

【目的】当院の予後調査は各診療科で独自に行っていたため、疾患によっ
て調査にばらつきがあった。2012 年に院内がん登録室が設置され、調査方
法の統一化と院内での生存率算出の準備として予後調査に着手した。【方
法】2012 年 4 月から毎月退院したがん患者を調査対象とし、退院から半年
毎の生存確認のため 2012 年 10 月から月 1回調査を開始した。また 5年
生存率算出のため、2006 年退院がん患者・2007 年以降のがん登録患者も
調査対象とし 3ヶ月毎に各 1年分を調査した。手順は、1）全対象患者へ
葉書で回答を得る、2）退院半年後の調査で不明な患者は紹介先へ文書で
問合せる、3）過去分の調査で不明な患者は宮城県新生物レジストリーか
ら情報を得る、4）生存情報を得た患者には継続的に調査を行うこととし
た。【結果】調査対象は 2012 年 4 月�2013 年 11 月症例が 210 件、2006�2012
年症例が 2,153 件となり返信率は全体で 60.1％、半年以上受診歴がなく最
新の住所を把握できず宛所不明となったものが 14.0％あり、これまでに
予後を把握できたのは 86.0％であった。【考察】1）の調査では曖昧な情報
もあり、より回答しやすい内容への改善が必要と思われ、2）の調査では
詳細な情報が得られたため、医療機関との連携を図ることで予後情報の
精度も高くなると考えられた。3）の調査は 2010�2011 年分が未実施のた
め今後の追跡率向上に期待が出来る。4）の調査では初回調査で未返信で
も返信があった事例もあり、継続的な調査は有効であると考えられた。調
査期間の全がん患者の追跡率は 94.3％となったが、今後は調査の方法や
間隔を再検討しながら、将来正確な 5年生存率算出に必要な追跡率
（95％）の確保を目指し、詳細な予後情報の把握に努めていきたい。
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P1-2-2 DWHを利用した院内がん登録システムの構
築

○
ま え だ な な こ

前田 七光、片渕 茂、清川 哲志
NHO 熊本医療センター 診療情報管理室

【目的】当院の院内がん登録システムは、国立がんセンターが構築した院
内がん登録システムであるHosCanR ではなく、A社の院内がん登録シス
テムを導入した。電子カルテ（B社）が持つオーダー情報をA社のシステ
ムへ取り込んだ。オーダー情報が全て繰り返し抽出されるため、データの
重複やがんに関連しないデータも多かった。また、A社 B社とも検索機能
が不十分であった。そこで、部門システムの情報を持ち、情報の高度な検
索、絞り込み機能があるC社のDWHの導入に合わせ、新たに院内がん登
録システムを構築した。【方法】C社のDWHで電子カルテ及び部門シス
テムが持つ、がんに関連する用語の検索、絞り込みを指定し抽出した。抽
出したデータをA社の院内がん登録システムへ取り込んだ。また、A
社の院内がん登録システムで一履歴として表示させるため、検査日と電
子カルテで登録された直近の病名のデータを目安として関連付けた。【結
果】2014 年 1 月の登録候補対象件数は、A社の院内がん登録システムで
3476 件（患者数）であったが、C社のDWH導入後では 1953 件であり、
1793 件減少した。2014 年 2 月の登録候補対象件数は、A社の院内がん登
録システムで 4116 件（患者数）であったが、C社のDWH導入後では 1769
件であり、2347 件減少した。【考察】電子カルテ及び部門システムが持つ
膨大な情報量から、がんに関連する必要で十分な用語を抽出し取り込む
仕組みを構築したことで、がんに関連しないデータの確認が不要になっ
た。目視による作業負担が軽減し、業務成果が向上した。今後はデータの
精度管理を実施する。

P1-2-3 院内がん登録集計結果からみる北海道がんセ
ンターの特徴

○
さいとう ま み

齊藤 真美、山口 小百合、高橋 將人、加藤 秀則
NHO 北海道がんセンター 院内がん登録室

【目的】北海道がんセンターでは 2009 年に院内がん登録室が設置されて
から 5年が経過し、登録データは 2014 年 4 月現在、13,306 例、蓄積され
ている。院内がん登録データから当院のどのような特徴を知ることがで
きるか集計した。【方法】使用するデータ：2009 年～2013 年症例院内がん
登録データ集計方法：1 全登録数の 5年間の推移（症例区分 8は除
く）：2 性別登録数の 5年間の推移：3 性別年齢階層別登録割合（2012
年症例）：4 部位別年齢階層別登録数（2012 年症例一部抜粋）：5 子宮
頸癌臨床病期（2012 年症例・症例区分 2.3）【結果】1 登録件数は 1年間で
100 例程度ずつ増加。2 女性の方が男性より多く、2013 年症例は 2012
年症例より 118 例増加。3 男性は、70 歳代の登録割合は 35％程度で一番
多かった。女性は、60 歳代の登録割合は 30％程度で一番多かった。さら
に、女性の 50 歳未満の登録割合は 30％程度と多かった。4 40 歳未満で
は、乳癌・子宮頸癌が多く、70 歳代では肺がん・前立腺癌が多かった。60
歳代の登録数が一番多く、その中で肺癌・乳癌が 50％程度を占めいてい
た。5 臨床病期 0期集計値：40 歳未満→68 例（80％）、40�49 歳→39
例（60％）、50�59 歳→6例（40％）【考察】集計結果よりわかった当院の特
徴は、女性の方が男性より登録数が多く、女性の 50 歳未満の登録割合が
多いのも特徴的だった。原因は、40 歳未満の登録割合の 60％・40�49 歳の
登録割合の 30％を子宮頸癌が占めていることにあった。そして、40 歳未
満の 80％40�49 歳の 60％が臨床病期 0期の早期発見であることがわ
かった。

P1-2-4 ペーパーレス電子カルテ運用における紙カル
テ貸出システムの導入の効果について

○
なかむら せ い か

中村 聖香、岡本 幸子、松古 冨美子、川本 俊治
NHO 呉医療センター 診療情報管理室

【はじめに】当院では、2005 年に電子カルテを導入したが、「紙カルテ」も
併用していた。そのため、貸出業務は、非常に煩雑であった。その上、借
用システムも導入されておらず、ごく稀ではあるが、返却されず不明と
なったカルテも存在した。2012 年 9 月貸出状況の管理を可能にする「カル
テ借用システム」が導入された。今回、その運用状況を調査した。【目的】
カルテ借用システムの運用と変化を検証する。【方法】1．平成 25 年 1
月～平成 26 年 4 月までを 4期に分け、貸出数の推移と返却日超過カルテ
数、返却状況を集計する。2．システム導入の効果を明らかにする。【結果】
1．紙カルテ貸出数は、平成 25 年 1 月～4月が 4266 件と最も多く、それ以
降は大幅に減少している。しかし、平成 25 年 6 月以降は減少率が緩やか
になった。診療科別の貸出数は、常に眼科が最も多く、平成 26 年 1 月～
4月は全貸出数の 18.7％であった。返却日超過においても、一定期間内に
必ず返却されていた。2．借用システム導入前は、数件の未返却カルテが
存在した。導入後は、未返却カルテ、所在不明カルテともに 0件である。
【結論】電子認証のスキャン導入で、紙カルテ貸出は急速に減少したが、
月 100 冊を下回ることはない。カルテ借用システム導入によって、紙カル
テの所在管理は容易になり、貸出状況も明確になった。そのため、返却日
超過カルテへの対応を早急に行うことができ、督促も可能になった。よっ
て、不明カルテはなくなり、捜索業務は不要となった。【おわりに】電子
カルテが普及した現在でも、紙カルテは一定の需要があり、今後も必要と
される。紙カルテの堅実な管理とともに、業務の効率化を継続させること
が重要である。

P1-2-5 退院時総括の事務手続き効率化について

○
あ べ み か

安部 美香、吉松 哲之、加藤 英之、原 政英、菊池 博
NHO 西別府病院 医局

【背景】近年、電子カルテ記載の普及に応じて医療従事者の診療記録の電
子保存が一般的になってきている。しかし、診療記録の監査では書面上に
署名もしくは氏名印字後に電子化媒体に保存している。電子媒体におけ
る署名・監査・捺印作業は、事務処理の遅延の原因となっている。【目的】
電子化情報の処理作業工程に存在する用手事務作業の状況把握とその改
善策を検討した。【対象】平成 26 年 3 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日に提
出された退院時総括 53 例【方法】1．退院から退院時総括完成の日数 2．
退院時総括完成から監査者への送付までの日数 3．監査者（監査日数を含
む）から医局事務到着までの日数 4．医局事務から診療情報管理士に提出
までの日数を算出した。【結果】1．退院から退院時総括完成の日数は、最
短 1日、最長 5日、平均 3日、53 例であった。2．退院時総括完成から監
査者への送付までの日数は、最短 1日、最長 2日、平均 1.5 日、53 例であっ
た。3．監査者（監査日数を含む）から医局事務到着までの日数は、最短
1日、最長 5日、平均 3日、53 例であった。4．医局事務から診療情報管
理士に提出までの日数は、最短 2日、最長 3日、平均 2.5 日、53 例であっ
た。【結論・考察】1の総括作成作業と 3の監査業務に最も時間を要した。
総括作成作業は主治医の日常業務の程度に影響を受けていると推測し
た。3の監査日数も監査担当者が同じ医療業務を担当するため時間を要す
る場合が多い。監査者の間で長短が分かれ、最長 5日間の監査日数を必要
とする場合もあった。現状では、監査業務の完全電子化が実現するまでは
担当医の迅速な総括作成を積極的に働きかけることが重要と考えられ
た。
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P1-2-6 新棟移設による安定的ネットワーク構築に向
けて

○
こ む ろ むねひろ

小室 宗大、大類 靖、高岡 佳希
NHO あきた病院 企画課

【はじめに】平成 26 年 3 月あきた病院は新棟の建設・施設の移転作業を
行い現在運営を行っている。その際、様々な不具合があり、現在も順次収
束へ向け作業を実施している。移転の事前準備はしていたが十分に対応
出来たとは言い難く、特にネットワーク（以降NWとする）の最初の 1
月は不具合の連続であった。【配線自前準備】病院の各部屋のレイアウト
が完成すると LAN配線・電源の位置の選定となった。各部署でヒアリン
グが始まるが、職場長から「大体この辺」、「任せる」などアバウトな返事
が多かった。しかし丸受けすると実際出来た建物でクレームを大量に受
け、やり直し費用が発生するなどの事象が発生した。机等の配置も含め
しっかりコンセンサスを取る必要がある。【新システムの導入】新棟の建
設などのタイミングで新しいシステムを導入するケースがあると思う。
当院もこのタイミングでRIS�PACSシステムを導入した。細かい問題は
山ほどあったが、各システムとの導通テストとハブ等NWのテストは念
入りにやる必要性を特に感じた。また、施設の移行作業後最低 10 日は各
ベンダーを常駐させる契約は事前に絶対しておく事をお勧めしたい。【イ
レギュラーの発生と課題】今回新棟の移転時期とWindowsXP のサポー
ト切れに伴う新規 PCへの移行・設定・各部署への設置とHOSPシステ
ムの変更が重なり、大幅に時間を取られた。その間も様々な対応をする事
になるので仕事量だけが増えて行く。【まとめ】新棟移転に伴い課題が山
のように増えて行く傾向にあり、問題点を記録をする事、優先順位を決め
て対応する事が大事になる。今後、他病院でも建物の新築・移転等がある
と思われる。当院の現状を参考にして頂ければ幸いである。

P1-2-7 「千葉医療センター地域医療連携ネットワー
ク」の稼働と経過一年での実績報告について

○
たかはし ゆ う や

高橋 友哉、杉浦 信之、中里 毅、新沼 圭介、瀬戸 倫季
NHO 千葉医療センター 医療情報管理室

【はじめに】
当院では昨年より、地域医療の質の向上と地域の医療機関との連携の強
化を目的として、「千葉医療センター地域医療連携ネットワーク」の運用
している。
このシステムでは、同意をいただいた患者さんについて、千葉医療セン
ターでの受診情報を地域の医療機関で参照しながら診察ができる機能を
メインに運用している。
【目的】
地域連携システムは全国的にも広まっているがその一例として、当院の
システムの導入時の経緯や課題、運用状況と、稼働開始から約 1年が経過
した現状での課題について報告する。
【報告】
○稼働開始前
導入にあたっては、院内では医療情報管理室を中心にワーキンググルー
プ、院外では有志の診療所に参加していただく意見交換会を開催して進
めていった。
以下は導入時に課題となったものの一部である。
1、システムの機能をどこまで利用するか
診療予約機能や紹介状機能、地域連携パス機能等について利用するか。

2、公開範囲の設定
医師の記載について公開するか、あるいは検査歴や画像のみを公開す

るのか。
3、患者からの同意の取り方について
診療所ごとに同意を取るべきか、一度同意を取ったら全診療所に情報

公開すべきか。
○稼働開始後
システム稼働開始から半年程度経過後は、登録患者数や診療所での利用
数が徐々に減少してきた。
そこで対策として、地域の診療所への積極的な訪問や広報を行い、ネット
ワークの拡張を目指している。
今後はニーズを確認しつつ診療予約機能や公開範囲を拡張することで、
登録患者数や利用数の増加、ひいては紹介、逆紹介数の向上を目指す。

P1-2-8 カルテ公開システム「金鯱メディネット」の効
果と今後の展望

○
や ま だ やすみつ

山田 安貢、梶田 真子、佐藤 智太郎、岩瀬 弘明
NHO 名古屋医療センター 地域医療連携室

シームレスな地域連携のひとつのツールとしてカルテ閲覧システム「金
鯱メディネット」を運用し 5年が経過した。現在導入施設は約 70 件、診
療所・病院・訪問看護ステーションに接続している。カルテの公開以外
に診療・検査のWEB予約、地域連携パスの双方向運用機能を運用して
いる。そこでこのシステムが地域連携に効果的であるか導入後の効果に
ついて調査を行った。効果カテゴリとしてA経営収支改善B業務効率化
C医療の質向上の 3項目について効果指標の設定を行った。結果Aにつ
いては紹介・逆紹介率はともに増加し、平均在院日数も短縮しているが
複合的要素が多く金鯱メディネットの効果と限定できなかった。Bにつ
いては連携業務における問い合わせ件数の減少は得られず、開示作業が
増えた、紹介受け入れ準備時間もWEB予約がほとんどなく従来のFAX
運用がほとんどを占めるので業務削減になっていなかった。むしろ開示
作業が増え煩雑となった。Cについては継時的改善度を得るにはデータ
が少なすぎ数値化した結果は得られなかったが、診療所医師の声などか
ら診療の一助になっていることが解った。数値化された指標より成功事
例の集積が重要であることが解った。今後金鯱メディネットユーザーも
調剤薬局等、多職種となりネットワークも県境を越える運用が予測され、
それによりさらに地域連携の事務作業が増加することが危惧されるが、
作業の効率化を図りつつ、医療への貢献を図るための指標策定が必要で
ある。

P1-3-1 岩手県における筋萎縮性側索硬化症患者への
コミュニケーション支援の現状と今後の支援
方法の検討

○
すがわら けい

菅原 景1、菅原 望美1、山川 志野1、齋藤 梨絵1、松田 真樹1、
竹越 友則2、千田 圭二3

NHO 岩手病院 リハビリテーション科1、NHO 岩手病院 地域連携室2、
NHO 岩手病院 神経内科3

【背景と目的】
岩手病院では、コミュニケーションに障害を持つ神経難病患者に対し、主
に作業療法士が支援を行っている。しかし、県内で暮らす患者がどのよう
にコミュニケーションを行っているのか、また、その支援は誰が行ってい
るのか、これまで現状は不明であった。その実態を明らかにするため調査
研究を行った。
【方法】
保健所の協力を得て、県内に住む筋萎縮性側索硬化症（以下ALS）患者に
アンケートを送付し、コミュニケーションの状態、誰が支援を行っている
か、コミュニケーションについて困っていることの有無などを調査した。
【結果】
保健所によると、平成 24 年度の県内在住ALS患者は 141 名であった。こ
のうち、在宅で生活しているのは 78 名、入院しているのは 59 名、施設入
所しているのは 4名となっている。この 141 名の患者にアンケートを送
付し、その内 84 名からの返答を得た。
コミュニケーションの方法について、言葉で行っている患者は 25 名（う
ち、困っていることがある患者は 5名）、何らかの道具を用いて行ってい
る患者は 30 名（13 名）、ジェスチャーなどで行っている患者は 22 名（9
名）、動きが乏しくコミュニケーションが困難な患者は 7名（1名）となっ
ている。
また、相談する人がいないと回答した患者が 11％おり、およそ 10 人に 1
人がコミュニケーションで困っても誰にも相談できていないという現状
であった。
【結論】
岩手県内では、支援を必要としているALS患者が多くいるにも関わら
ず、コミュニケーション支援が行き渡っているとは言い難い。
この結果を踏まえて、患者に対し相談窓口を設置すると同時に、支援者に
対しても研修会を行い、意識の向上を図っていくことが重要と考える。
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P1-3-2 MBT＜85（メタボ撲滅隊）活動報告～BMI
と運動の観点から～

○
かしした てつろう

樫下 徹郎1、長瀬 教夫1、原田 ゆり子2、阿部 正博1、
大花 美千代1、森本 直子1、川村 雅子1、其竹 映子1、
小林 理枝子1、泉川 みお1、折野 有紀1、鎌田 彩1

NHO 東徳島医療センター リハビリテーション科1、
NHO 四国がんセンター 看護部2

【はじめに】徳島県は、平成 20 年から 5年連続糖尿病関連死亡率全国ワー
スト 1位となっており、生活習慣病対策は重要である。当院では、平成 23
年 1 月より定期的に板野郡内の各町の保健センターなどで、「バイバイメ
タボ教室」と題し健康教室を実施している。これまで計 8回の教室を実施
しており、平成 24 年度はメタボリックシンドロームについて、平成 25
年度は高血圧を主なテーマとした。BMI と運動について検討を行ったの
で以下に報告する。【実施内容】「メタボや血糖値が気になる人」などを対
象に、医師によるミニ講演、高血圧症と診断された夫婦 2組の生活（良い
パターンと悪いパターン）を職員が寸劇で演じ、復習として○×クイズを
実施。最後に多職種による個別相談を行い、参加者にアンケート調査を実
施した。【結果】8回の教室の参加人数は 217 名であった（男性 29％、女
性 71％）。年齢は 30～80 歳代で、60 歳代（39％）、70 歳代（34％）、50
歳代（16％）が多かった。BMI は 21 以下：21％、22～24 : 32％、25～28 :
45％、未記入：2％であった。運動習慣は、あり：70％、なし：30％であっ
た。普段の移動方法として自動車：58％、自転車：25％、徒歩：15％、バ
イク：3％であった。【考察】徳島県内の 20 歳以上の成人では、BMI が 25
以上で 27.4％と報告されている。当教室ではBMI が 25～28 で 45％であ
り、50～70 歳代で肥満者が多い事を示唆している。また、運動習慣ありの
者が 70％と多いにも拘らず、肥満者が 45％と多いのは、適切な運動療法
や食事療法を実施できていない可能性がある。【まとめ】今後も定期的に
教室を開催し、地域住民の生活習慣病の予防に努めたい。

P1-3-3 摂食・嚥下チームの取り組みと今後の課題

○
にしやま ま り こ

西山 真倫子1、中島 健2、河野 通直2、上田 大介2、森 久美子2、
古園 大気2、斉藤 美紀2、吉永 龍史1、田平 佳苗3、本岡 可奈3、
白川 結佳3、丸野 綾子3、林 可奈子3、大野 仁美4

NHO 熊本医療センター リハビリテーション科1、
NHO 熊本医療センター 歯科口腔外科2、NHO 熊本医療センター 看護部3、
NHO 熊本医療センター 栄養管理室4

平成 23 年 2 月に当院歯科口腔外科が中心となり、摂食嚥下チームを立ち
上げ歯科医師・看護師・栄養士・歯科衛生士・理学療法士・言語聴覚士
が連携し当院での摂食嚥下評価、訓練等を行ってきた。チーム発足後約 3
年が経過、今年 6月よりチーム内の看護師が摂食嚥下障害認定看護師の
教育課程を受講するなど今後ますます当院での摂食・嚥下チームの活動
の幅は広がるものと考えられる。今回これまでのチームの活動を報告す
るとともに問題点や今後の課題について考察したのでここに報告する。

P1-3-4 呼吸リハビリテーションの早期介入を目指し
た他職種間との取り組み―医師・看護師・リ
ハビリテーション科の連携―

○
し ま さ き あずさ

嶋さき 梓、末永 康夫、上野 拓也、中川 真吾、峰松 俊介、
河野 雅美、辻 浩子、上杉 真里、中園 明日香、宮本 知佳、
田仲 汐里

NHO 別府医療センター リハビリテーション科

【はじめに】当院では呼吸器疾患に対するリハビリテーション（以下、呼
吸リハ）の介入率が低く、介入までの日数も長い傾向にあった。今回医
師・呼吸器内科病棟・リハビリテーション科の 3部門で、呼吸リハの介
入率向上と早期介入を目的として取り組みを行ったのでここに報告す
る。【問題点】問題点に 1．医師・看護師に呼吸リハの必要性が理解されて
おらず、認識が職員間で異なる。2．医師・看護師が呼吸リハの適応患者
がわからない 3．看護師が呼吸リハにどう介入して良いのか分からない。
というものが挙がった。【対策】対策は、他職種で勉強会を開催し、呼吸
リハへの共通理解を深めた。さらに医師に向けて適応患者となる対象疾
患の表を作成し病棟の端末前に掲示した。看護師用のフローチャートを
作成・導入し、入院時に呼吸リハ対象患者を振り分けた。また、3部門で
協力し呼吸リハのパンフレットを作成し、看護師とリハ科で患者に配
布・指導した。【結果】呼吸リハの介入率は 14.8％から 23.3％に上昇。入
院から呼吸リハ介入までの平均日数は 9.2 日から 10.4 日となった。【考
察】介入率の上昇は、3部門で勉強会を行い呼吸リハの必要性を理解でき
たことと、呼吸リハの適応患者やフローチャートを用いて呼吸リハの対
称となる患者を選択できたことが要因だと考える。入院から呼吸リハ介
入までの平均日数が延長した原因としては、重症患者が多かったことと
長期間入院していた患者の処方がでたことによると考えた。【結語】今回
の活動を通して、多職種間で呼吸リハに対する認識を深めることが出来
た。今後も対策項目の定着化を図り、パンフレットやフローチャートの見
直しを行っていく。

P1-3-5 自宅退院後にうつ病を合併し医療保護入院と
なったパーキンソン病患者に対し多職種連携
が在宅調整に奏功した症例

○
まつした え り

松下 依莉、勝田 若菜、矢島 寛之、小川 順也、有明 陽佑、
寄本 恵輔、立石 貴之、佐藤 福志、早乙女 貴子、
桜井 とし子、小林 庸子

国立精神・神経医療研究センター病院 リハビリテーション部

【背景】パーキンソン病（PD）患者の多くはうつ病を呈する．PD患者の
QOLを決定する最大の因子は運動症状の重症度や治療ではなくうつで
あると報告がある．また，うつ病を合併した PD患者は在宅調整が難渋す
る症例を多い．今回，うつ病を合併し医療保護入院となった PD患者に対
し多職種連携にて自宅調整を目指した症例について報告する．
【症例】60 代女性．動作緩慢と足部の疼痛を主症状とし，他院で PDと診
断．退院後に歩行困難や強い希死念慮を抱くようになったため，当院に医
療保護入院．今回の在宅調整を行うに当たって患者からは「病院ではでき
たけど，家に帰ったらできなくなった．」家族からは「最低限のサービス
しか利用できなく，ケアプランが合ってなかった．」との訴えがあった．
【介入】前回の自宅退院時の問題点を活かし，患者の不安を軽減するこ
とを目的に病棟と自宅の環境の差を埋めるため自宅を想定したADL指
導，自宅訪問でのADL動作確認，外泊の取り組みを中心に実施．また，
患者の精神・身体機能面と患者のHOPEと家族のNEEDに合わせたケ
アプラン作成の為，ケースワーカやケアマネージャーと情報共有し，自宅
復帰に向けて介入した．
【考察】うつ病を合併した PD患者に対して自宅復帰を目指す際には，心
理面の配慮と実際の生活状況を留意したADL指導，患者と家族に合わせ
たケアプランの作成が重要である．その為に理学療法士として，運動を通
じて成功体験を増やすことで不安を取り除くこと，医療と福祉を繋ぐ役
割を果たす為に多職種と情報と課題を共有することで患者に合わせた在
宅調整をプランニングすることができ，退院への不安が改善され自宅復
帰できたと考えられる
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P1-3-6 神経・筋難病疾患患者の在宅療養を継続する
ための実態調査と支援についての検討

○
あ べ あ ゆ み

安部 亜由美、渡辺 千種
NHO 広島西医療センター 地域医療連携室

【はじめに】A病院では、介護者の健康上の問題などで在宅療養が困難と
なり長期入院へ移行したケースがあった。今回、今後の在宅療養を継続す
るための実態調査を行い、今後必要な支援について検討したいと考えた。
【目的】神経・筋難病疾患患者の在宅療養を継続するための実態調査と今
後の在宅療養を継続していく為の支援について検討する。【研究方法】1．
対象：平成 20 年度以降にA病院のレスパイト入院を利用したことのあ
る神経・筋難病疾患患者と介護者 32 名 2．期間：平成 26 年 1 月～3月 3．
調査内容：基本属性と独自で作成したアンケートを使用 4．分析方法：調
査項目ごとに単純集計し分析 5．倫理的配慮：A病院倫理委員会の承認
を得て実施。調査票の返信を持って同意が得られたとした。【結果】32
名に郵送し 27 名（84％）に有効回答が得られた。その内訳は人工呼吸器
を装着している患者が 21 名（78％）であり、ほとんどの方が公的サービ
スの利用をしていた。1日の介護時間が 12 時間以上と回答された方は 17
名（63％）、また介護の中で負担になっていることは、自分の時間が作れ
ない 15 名（56％）排せつ介助 14 名（52％）夜間の介護負担 13 名（48％）
であった。介護上で心配なことは、急変時の対応 21 名（78％）介護者の
健康について 20 名（74％）医療機器のトラブル 18 名（67％）災害時の対
応 16 名（59％）であった。【考察】介護者の介護負担を軽減するためのレ
スパイト入院の受け入れは、在宅療養継続のための大きな支援の一つと
いえる。また、急変時、災害時の対応など在宅サービス関係者、行政との
ネットワークつくりが今後さらに必要と考える。

P1-3-7 当院における糖尿病教育入院中の歯周病管理
の取り組みについて

○
はらもと ま よ

原本 麻代1,2、松尾 敬子1、吉田 陽子1、角南 次郎1、肥田 和之2

NHO 岡山医療センター 外来歯科1、
NHO 岡山医療センター 糖尿病・代謝内科2

【目的】近年，糖尿病と歯周病の因果関係が報告され，歯周病は第 6番目
の合併症と位置づけられた。当院では代謝内科を中心とした医療連携の
中で，歯科が糖尿病教育入院中の患者に対する歯周病管理を担っている。
今回はその取り組みについて報告する。【対象及び方法】当科では 2008
年より糖尿病・代謝内科より歯科依頼のあった教育入院患者に対し，テ
キストやスライドを使用し，糖尿病と歯周病の関連や自己管理方法につ
いて集団指導を行い、歯周病基本治療と生活習慣や禁煙指導等の個人指
導を行っている。歯周病管理で重要な事は「行動変容への動機付け」と
「長期的管理」であり，退院後も歯周病管理が継続できるよう支援してい
る。また，重度歯周病による歯の喪失も視野に入れた咀嚼環境の整備も行
い，食生活面の支援も図っている。【結果及び考察】糖尿病教育入院患者
で、歯周病が合併症の一つであることを認識しているものはほとんどい
なかった。集団指導の中で糖尿病と歯周病の関連について知識を習得し，
自分にあったセルフケア方法の指導を受ける中で，歯周病に無関心だっ
た患者の意識改革がなされ，歯肉炎症の改善がみられる症例が多くあっ
た。このことは，チーム医療で推進している当院の糖尿病教育入院制度の
大きな成果のひとつといえる。今後は，患者が退院後の生活の中で長期的
に歯周病管理を実践できるようにさらに地域連携推進が重要と考える。
【結論】糖尿病教育入院患者に対して歯科が介入し，血糖コントロールを
目標とした歯周病管理を専門的に担うことは，歯周病の改善や患者の行
動変容を促し，糖尿病治療に良い影響となることが期待でき，この医療連
携の取り組みは大変有効である。

P1-4-1 在宅患者緊急入院診療加算算定に向けた取り
組み

○
ふじのぶ し ん ご

藤信 真吾、藤内 智
NHO 旭川医療センター 地域医療連携室

【要旨】これまでに地域医療連携室では患者確保と連携強化の為、特定ク
リニックに限定した夜間休日新患診療システムを構築してきた。平成 26
年度診療報酬改定に導入された在宅患者緊急入院加算算定に対し、この
システムを応用・発展した取り組みを行ったので報告する。【活動】患者
確保と連携強化の為、平成 24 年から特定クリニックとの間に夜間救急受
診の懸念のある新患患者について予め専用カードを作成・登録し、緊急
時に当該クリニックからの受け入れが円滑に行えるためのシステムを構
築している。この方法を新規導入在宅患者緊急入院診療加算患者の受け
入れに応用し、平成 26 年 3 月より準備を開始し、当院から在宅療養目的
で逆紹介した患者の訪問診療を実施しているクリニックを中心にシステ
ムを説明し患者登録の依頼を行った。医局会議等で承認後の 4月末から
運用を開始している。【結果】この取り組みを紹介したクリニックからは
後方病床が確保できると助かるとの声が聴かれ、問い合わせも見られる
ようになっている。【考察】申し込み数を増やすために今後連携クリニッ
クを徐々に増やし、当院からの逆紹介以外の患者も引き受けていくこと
を検討していく必要がある。夜間休日診療や緊急時の後方病床を引き受
ける病院があることで開業医は安心して診療ができ、在宅患者の不安も
軽減できる。これまでにも同様の取り組みをしていたため診療報酬改定
に即時対応ができたと考えている。【結語】在宅患者をスムーズに診療す
る体制をとることで地域との連携は強化された。

P1-4-2 顔が見える連携による効果

○
と く だ か お り

徳田 佳織、長谷川 親太郎、菅俣 美保、相原 久子、宮本 芳美
NHO 栃木医療センター 事務部企画課 地域医療連携室

【はじめに】当院は平成 21 年 6 月に地域医療支援病院の承認を受け、地域
の開業医等を含む医療機関との関係を深めるため、平成 22 年度より「顔
が見える連携」の強化を行なった。地域連携における「顔が見える連携」
とは、単に顔がわかる関係だけではなく、顔の向こう側に見える責任感・
その先にある信頼関係、すなわち、人と人との連携である。そこで、各施
設の地域連携を担当する実務者間で情報を共有し、地域医療福祉連携を
推進する会へ参加した。他病院の連携担当者と直接話すことで、お互い何
に困っているのか、他院がどの様な要望を持っているのかを把握するこ
とができ、正確な情報の受け渡しができるようになった。また、開業医や
施設への訪問を行うことで、お互いの気持ちや立場を理解することがで
きた。それにより、率直な意見を得ることができ、顔が見える連携につな
がることで、患者の紹介・逆紹介をスムーズに行うことができるように
なった。【取り組み】院外での取り組み・とちぎ県北・県央地域連携実務
者会への参加・連携室長や新メンバーによる開業医や施設の訪問・地域
で行われる勉強会への積極的参加院内での取り組み・紹介患者を断らな
い為の科を問わない患者受け入れ体制作り・紹介患者を紹介元へ戻す体
制作り・紹介に対する返信報告の徹底化【まとめ】地域連携とは、誤解や
不満等のトラブルが起こりやすいものである。しかし、「顔が見える連携」
を行うことにより、これらのトラブルを回避することはもちろん、相互理
解を深めることになった。結果、取り組みを始めた平成 22 年度より紹介
率・逆紹介率共に 20％以上増加させることができ、平均在院日数も 20
日から 15 日となった。
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P1-4-3 佐賀県総合周産期母子医療センター研修事業
の取り組み 佐賀総合周産期フォーラム開催
報告

○
さ か い え つ こ

酒井 枝津子、野見山 亮、高柳 俊光、西田 友子、大島 玲子、
三浦 恵子、山口 淳三

NHO 佐賀病院 地域医療連携室

【はじめに】総合周産期母子医療センターには高度の周産期医療を行うと
ともに周産期医療情報センター及び周産期関係者研修が求められてい
る。周産期医療の質向上には産科、小児科医療、及び母子保健関係機関と
の連携はもとより近年では福祉、療育機関との連携も重要な課題である。
【目的】当院は平成 22 年 8 月に佐賀県総合周産期母子医療センターの指
定を受け、その研修事業として平成 23 年度より周産期母子医療関係者を
対象に関連するテーマについて議論し、情報の場の提供、スタッフ間の相
互理解を深め、佐賀県の周産期医療の向上に寄与する目的で「佐賀総合周
産期フォーラム」を開催している。本稿ではその取組状況を報告する。
【開催状況】平成 23 年度より計 3回開催した。内容はシンポジウム、講演、
ポスター発表の 3部構成である。第 1回はシンポジウム 6、講演 2、ポス
ター掲示 3題を 2日間で開催し、述べ 296 名の参加があった。第 2回はシ
ンポジウム 3、特別講演 1、活動発表 5、ポスター展示 16 題で参加者は 152
名。第 3回はシンポジウム 3、特別講演 1、ポスター展示 17 題で参加者は
178 名であった。【まとめ】佐賀総合周産期フォーラムの開催は、シンポジ
ウムでは母子保健、産科、新生児の領域から最近の話題を関連する領域の
シンポジストの発表を基に総合討論が展開されている。ポスター展示で
は周産期、母子保健に関わる研究発表や活動の報告、情報提供の機会と
なっている。当院では佐賀県の支援を受けて平成 27 年 3 月には総合周産
期医療研修センターが完成予定である。今後も総合周産期母子医療セン
ターとしての役割強化とともに、医療、看護、福祉、行政・教育機関等の
連携に努めたい。

P1-4-4 当院における結核患者の現状と地域医療連携
室の課題

○
こ た に か な こ

小谷 加奈子、松本 康治、西田 加久美、渡邉 彰、阿部 聖裕
NHO 愛媛医療センター 地域医療連携室

当院では平成 25 年新病棟建設に伴い結核病棟がユニット化され 49 床か
ら 20 床となった。これまでも、結核指定医療機関及び結核病床数の減少
のため愛媛県内全域から結核患者を受け入れていたが、今後さらに高齢
者を中心に一定数の新規発症患者が予想され、現時点でも結核患者の入
院が困難になるケースを経験している。今回、結核入院患者の現状と地域
医療連携室に求められる役割とその課題について報告する。
当院における平成 25 年度の結核病棟の 1日平均患者数は 15.5 人、平均年
齢 77 歳、平均在院日数 66.2 日であった。入院した患者の医療圏は中予
48.5％、南予 31.9％、東予 19％であった。紹介元の医療圏もほぼ同様に中
予 43％、南予 31％、東予 25％、県外 2％という順に多かった。転帰・退
院先でみると死亡 22％、在宅 78％、転院 22％、施設 7％であった。退院
先が紹介元の病院または入院前の施設かという点では、医療機関から紹
介の場合はスムーズに受け入れており、約 7割が紹介元に転院となって
いる。しかし、施設からの入院の場合は、継続診療機関が医療県内にない
ことや薬物療法に関わる費用負担の問題などの理由から、わずか 2割し
か受け入れられていない現状にある。
今後も高齢者結核患者を中心に少数の医療機関に集中するため結核医療
機関の受け入れ時の問題や退院基準を満たした後の「必要な継続治療の
確保」と「新たな生活環境・QOLの向上」が課題であり、これらの課題
を解決するために地域医療連携室として役割を発揮していくことが求め
られる。

P1-4-5 当院における心理カウンセリング体制の課題
と展望

○
た て の かずひろ

舘野 一宏、藤原 美聡、淺野 耕助
NHO 広島西医療センター チーム医療推進室

【目的】当院は 2012 年 4 月より常勤心理療法士を 1名配置し、各科主治医
および医療チームのスタッフが心理的サポートの必要があると判断した
患者に対し心理カウンセリングを提供できる体制を作っている。2年間の
依頼状況を振り返り、現在の課題と今後の展望について考察する。
【方法】2012 年 4 月から 2014 年 3 月までの 2年間での心理カウンセリン
グ依頼件数、主となる診療科、介入対象患者の属性について検討した。
【結果】2012 年 4 月 2014 年 3 月までの新規依頼件数は 105 件であり、診療
科別でみると内科 91 件（86％）、外科 6件（6％）、泌尿器科 5件（5％）、
小児科 3件（3％）であった。対象患者の年齢は 20～95（平均 65.9）、男性
55 名、女性 50 名、入院中が 100 名（95％）で、がん患者が 74 名（70％）
であった。
【考察】心理カウンセリングの依頼の多くががん患者を対象としたもので
あった。これは心理療法士が緩和ケアチームの構成員であることから、依
頼しやすい背景があると考えられる。今後は、外来患者にも心理カウンセ
リングを行うことができる体制を整備と、各診療科への積極的な周知が
課題と考えられる。

P1-4-6 病院発子育て支援「にっしーくんハウス」開設

○
はなふさ しゅん

花房 駿
NHO 広島西医療センター

当院では、市の委託を受け、今年 4月から病院敷地内において病児・病後
児保育所を開設した。病児・病後児保育とは、児童が病中又は病気の回復
期にあって集団保育が困難な期間、保育所・医療機関等に付設された専
用スペース等において保育を行うサービスである。市では 09 年度から 4
年間、市内の民間病院でこのサービスに取り組んでいたが、利用者がほと
んどなく事業を中止していたところである。市としても長年の懸案事項
であり、このような状況のなか当院へ事業委託の打診がなされた。当初、
市からの提案は利用者を市内居住者とするとしていたが、当院にも子育
てを行っている職員が多数あり、かつ、市外から通勤しているものも少な
くないため、当院職員のすべてが対象となるよう、市内にある事業所に勤
務する者も対象として欲しい旨を協議し合意に至った。また、開設にあ
たっての建物整備、備品購入も市からの補助を受け、今後の運営費とし
て、保育士、看護師の人件費、消耗品費なども全額補助を受けることが決
定した。開設記念式典では市長をはじめ、多く関係者が出席しこの保育所
を「にっしーくんハウス」と命名した。病院という立地でのメリットとし
て、病状が急に悪化した場合でもすぐに診療ができる点もあり、運営開始
からわずかな時期であるにもかかわらず市の掲げた目標を大きく上回る
勢いで利用する方が足を運んでいる状況である。当院職員も子の看病で
本来であれば仕事を休まなければならないところをこのサービスを利用
して勤務することが出来それぞれに大きなメリットとなっている。地域
密着を目指す当院において、今後大きな役割を担うであろう「にっしーく
んハウス」の実績を追ってゆく。
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P1-4-7 修正電気通電療法患者の病院間連携とクリニ
カルパスの有用性

○
の ぎ わ あ こ

野極 亜子、濱田 さおり、神野 都志乃、高田 卓也、
山崎 悦子、小澤 章子、梅本 琢也

NHO 静岡医療センター HCU

1．はじめに修正型電気通電療法は、筋弛緩薬を使用し呼吸循環管理が必
要となるため麻酔科医による管理が必要となる。従来、静岡県東部では、
患者は東西 100 キロ以上離れた地域で治療されていた。平成 22 年より近
隣の精神科単科施設と精神科を有しない当院とで病�病連携（病院間連
携）を開始した。2．現状 患者は精神科施設に入院しており、治療時は
当院に転院し、施行後は精神科施設に転院とした。当院入院中は麻酔科医
が主治医となった。施行後は呼吸循環動態、精神状態の変化の早期発見の
ためにハイケアユニット（以下、HCU）での管理が必要であった。HCU
では、クリニカルパスを作成した。3．結果平成 22 年 4 月から平成 26
年 4 月までに合計 30 名の患者を受け入れ 184 回治療を行った。1）統合失
調症が 20 名、うつ病が 9名であった。2）日帰りは 22 名、入院は 8名で
あった。3）治療効果：精神状態の改善は全例で認められ、治療は有効で
あった。4）クリニカルパスの運用は円滑であった。4．考察 1）治療効果
が著明で、有用性を共有できた。2）クリニカルパスを作成することで統
一性のある看護が行えた。電気刺激装置の変更のため、新しいクリニカル
パスを検討中である。3）二施設間での患者情報の共有にあたり、地域医
療連携室の関与が有用であった。4）家族の反応としては、自宅近くでの
治療とその治療効果に感謝していた。5．結論 近隣の精神科単科施設と
精神科を標榜しない総合病院で、精神科疾患の治療に関する病�病連携を
開始した。HCU看護師は、治療効果の向上をめざしつつ、施行後の全身
管理と異常の早期発見に努め、より適切なクリティカルパスの作成を進
めていく。

P1-5-1 神経筋難病患者の口腔ケアに対する電動歯ブ
ラシの有用性

○
い け だ とくへい

池田 篤平、高橋 和也、石田 千穂、駒井 清暢
NHO 医王病院 神経内科

【背景】神経筋難病患者は、自分自身で口腔内の清掃を行うことが出来ず、
ケアを受ける必要があり、QOL向上に重要である。一般には電動歯ブラ
シが普及しているが、神経筋難病患者のケアへの導入は進んでいない。
【方法】口腔ケアを受けている神経筋難病患者 30 症例に対し、1ヶ月間ず
つの cross over，observer blind study を行い、口腔内評価項目として
Plaque control record（PCR）、歯周ポケット、唾液中の細菌数を評価し、
更にケアに必要な時間を測定した。統計的にWilcoxon 符号準位検定で評
価した。【結果】1例は原疾患の悪化で死亡、1例は電動歯ブラシの振動が
耐えられず脱落し、28 例（46.9±17.5 歳；男性 8例、女性 20 例；意思疎
通可能 17 例、不可能 11 例）が評価対象となった。PCRは対象全体では有
意な差は認めなかったが、意思疎通可能な 17 例の検討では電動歯ブラシ
で有意に改善した（p＝0.047）。歯周ポケットは電動歯ブラシで有意に改善
した（p＝0.049）。唾液中細菌数は、唾液が粘稠で希釈困難のため検討でき
ない症例が多く、有意差は認めなかった。ケア時間は電動歯ブラシで有意
に短縮した（p＝0.022）【結論】電動歯ブラシでの口腔ケアでいくつかの口
腔内評価項目が有意に改善し、さらにケアに費やす時間が有意に短かっ
た。今後、う歯・歯周病や肺炎の予防などについて、長期での評価を行う
必要がある。

P1-5-2 CPAPマスク装着に伴う褥瘡発生の軽減方
法～シリコンゲル素材を使用して～

○
さ の ま ゆ

佐野 真唯
NHO 静岡医療センター 3東病棟

はじめに：当病棟はCPAPマスク装着中の患者様の看護をする機会が多
いが、マスク装着に伴い顔に褥瘡が発生してしまうケースがほとんどで
ある。今回、「シリコンゲル素材」を用いて褥瘡発生の有無を研究し、今
後CPAPマスク装着時の皮膚保護材の第一選択として使用できるかを検
討する。研究方法：1研究デザイン：質的研究デザイン 2対象・条件：
3入院中の患者様（83 歳・女性） 3期間：CPAPマスク装着中の期間 4
データーの収集方法：質問紙調査 5勉強会の実施 結果：今回、患者様
の状態が変化されたため、シリコンゲル素材を装着し研究した期間は 3
日間であった。本研究の対象患者様は、約 1700kcal の食事を毎食 8～10
割ほど摂取されていたが、Alb 値は 1.6g�dl と低栄養状態であった。よっ
て、褥瘡発生のリスクは高い。上記の件を理解した上で装着期間中の
チェックリストを統計したところ、加湿を行っていたためマスク内に発
生した水滴により湿潤はみられたが、発赤・疼痛・リーク・マスクの
痕・表皮剥離が出現することはなく、患者様の顔に褥瘡が発生すること
はなかった。考察：今回チェックリストで褥瘡の発生機序であると考え
られる兆候を観察した。また、患者様本人の栄養状態を記すことにより、
全身状態からも褥瘡のリスクファクターをあげた。まとめ：シリコンゲ
ル素材は褥瘡の発生を防ぐことができると考えられる。しかし、患者様の
内的・外的要因，適切にCPAPマスクが装着できていない状況などによ
り褥瘡発生のリスクは異なってくるといえる。褥瘡が防止・軽減される
ためには、患者様の栄養状態改善・スタッフの意識向上等さまざまな課
題がある考えられるため今後も褥瘡防止に向け研究を続けていく。

P1-5-3 嚥下アセスメントシートの定着の阻害要
因―摂食・嚥下訓練に対する看護師の意識調
査から―

○
や ぎ ゆ う こ

八木 優子、園田 奈央、廣沢 万裕子、香崎 智恵美、松本 春行
NHO 小倉医療センター 看護部

【目的】A病棟では、呼吸器疾患患者が 8割を占め、高齢で誤嚥性肺炎を
繰り返す患者や摂食・嚥下障害の患者が多い。そこで、平成 23 年度に嚥
下アセスメントシートを作成したが、十分に活用されていない。定着のた
めに必要な要件のひとつとして、目的の共有化、個別指導があげられる。
そこで目的の共有化という点に着目し、嚥下訓練に対する看護師の意識
調査を行い、アセスメントシートの活用が定着しない要因を明らかにす
ることで、今後の教育・指導についての方向性を見出したので報告する。
【対象】A病棟看護師 28 名【期間】平成 25 年 10 月～平成 26 年 2 月【方
法】口腔ケアに対する看護師の意識に関するアンケート調査【結果及び考
察】A病棟では、3年目以下のスタッフが 5割を占め、日々の多忙な業務
に追われ診療の補助業務が優先される。そのため口腔ケア・嚥下アセス
メントの優先順位が低い状況にある。今回の意識調査では、看護師の口腔
内ケアの関心度は高く、知識・技術の向上の必要性を全員が感じていた。
しかし、日々の看護ケアに疑問を感じる余裕や学ぶ機会が少ないため動
機付けができていないこともあり、実際にアセスメントシートを活用し
ているのは約半数だった。これは、アセスメントシートを使用しているも
のは、口腔ケアに疑問や悩みを持ち、解決への対策支援ができた摂食嚥下
障害患者の看護で成功体験がある看護師であった。今後、看護師の意識が
変革し動機づけとするためには、知識技術の向上への取り組みとともに、
日々のカンファレンス等を活用し口腔ケアの取り組み過程やその効果を
検討し、成功体験へとつながる支援等が必要と考える。
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P1-5-4 嚥下困難患者における水分補給方法と課題

○
たけうち ち よ み

竹内 千代美、谷岡 緑、村田 芳夫、住元 了
NHO 柳井医療センター 栄養管理室

【はじめに】当院は、重症心身障害者医療・脳神経筋難病医療などの政策
医療を中心に一般内科外科治療を行っている。当院では、以前より液体摂
取が難しい症例に対しては、トロミ茶・お茶ゼリー・市販の水分ゼリー
にて対応を行っていたが、粘性・均一性など一長一短であった。嚥下障害
を有する患者が肺炎に進展する事も多く、水分摂取が困難、かつ血管確保
も難しい患者に対して、嚥下困難対応ゼリーを当院独自で開発・提供し
たので報告する【作成及び提供方法】1．水 100cc に対して、砂糖 4g、ソ
フティア 1gを鍋に入れ沸騰させた後容器に入れ冷やし固める。適度な厚
さ、大きさに切って食器に入れる 2．看護支援入力によって必要な数量を
請求 3．栄養管理室より付加食品として患者の食事と一緒に配膳【効果】
嚥下困難対応ゼリーは経口摂取が可能であった【考察】人間が生命を維持
するためには、水分補給は必要不可欠であるしかしながら、近年高齢化や
脳神経異常等による嚥下機能の低下で経口摂取が困難な症例が増加し入
院を余儀されている事が社会問題化している。今回我々が作成した嚥下
困難対応ゼリーは経口摂取を少しでも長く可能にさせるひとつの方法と
考えている。現在商品化をメーカー共に検討中である。今後、包装形態及
び形状の検討が課題となると考えている。

P1-5-5 母乳育児支援のための食生活パンフレットの
効果について

○
ふ ち べ

淵邊 まりな1、池本 美智子1、田中 久美2、佐藤 和夫3、
久保 紀夫4

NHO 九州医療センター 栄養管理室1、NHO 九州医療センター 看護部2、
NHO 九州医療センター 小児科3、NHO 九州医療センター 産科4

【目的】当院では管理栄養士は妊婦・褥婦に対して入院中の食事提供、母
親学級及び栄養食事指導を行っている。今回、母乳育児支援を目的に食生
活パンフレットを作成し、評価を行ったので報告する。【対象・方法】2013
年 8～10 月に当院で出産した褥婦のうち母乳育児の者に対して入院中に
パンフレットを配布し、配布時及び 1ヶ月健診時にアンケートを実施し
た。アンケートはパンフレットの評価、妊娠中又は授乳中の食生活評価、
食生活で悩んだ事とした。【結果】パンフレットの配布数は 171 部、アン
ケートの回収数は入院中 78 枚、1ヶ月健診時 160 枚であった。パンフレッ
トについて入院中は「役立つ」と評価した者が 90％以上、1ヶ月健診時は
70％程度であった。妊娠中の食生活評価は「食生活に気をつけた」は 86％
であったが、「バランスのよい食事がとれていた」は 48％であった。授乳
中の食生活評価は 78％が「食生活に気をつかっている」と答え、64％が
「バランスのよい食事がとれている」とした。調理担当者別にみると「自
身のみ」は 52％、「実母・義母」は 75％が「バランスのよい食事がとれて
いる」と答えた。悩んだ事は授乳中は「里帰り終了後の食生活の不安」が
32.2％、「食べてよい物・悪い物について」が 22.6％、妊娠中は「減塩」、
「食事バランス・献立」が各 18.2％であった。【考察】パンフレットは知識
習得に役立ったが実生活で活用するには内容が不十分だったと推測され
た。食事に対する関心は高いことが伺えたが実際の食生活の評価は高く
はなく、褥婦の食品選択や調理に対する知識・技術の不足が推測された。
今後、調理の工夫やレシピの提供など具体的な情報提供の必要性が考え
られた。

P1-5-6 ヨーグルト混合食品により排便状態が改善し
た巨大結腸症例

○
ふじわら あきら

藤原 彰1、廣石 さやか2、米村 律子1、上田 恭平1、久野 稔之1、
新屋 圭一郎1、田中 亨治1、中村 民生1、遠山 紘一3、木村 武実1

NHO 菊池病院 診療部栄養管理室・臨床研究部1、
NHO 鹿児島医療センター 栄養管理室2、
医療法人社団恵生会 勝久病院 消化器外科3

【はじめに】当院では向精神薬により便秘を併発する例が多く、結腸が著
明に拡張した状態（以下、巨大結腸症と略）の症例も認められる。巨大結
腸症では重度の便秘が必発し、さらに多種類の下剤の投与が必要とされ
る。今回、下剤を多用している巨大結腸症例に対し、ヨーグルト、オリゴ
糖、グァーガム分解物およびオリーブオイルを混合した食品（以下、YLPO
食品）を摂取させたところ下剤の減量および排便状況に変化が認められ
たので報告する。
【症例】てんかん、重度精神遅滞により入院中の 39 歳女性。身長 153cm、
体重 36.8kg、BMI15.7kg�m2。36 歳時に麻痺性イレウスを発症後、下剤が
週 6日投与へ増量され、継続的に水様便が認められていた。下剤の減量お
よび排便コントロールを目的にYLPO食品の提供を開始した。開始前の
一日当たりの栄養摂取量はエネルギー 2161±137kcal、食物繊維 17.4±2.0
g。開始後、下剤の使用量は減少して、排便日数は増加し、便性状は水様
性から泥状に変化した。便 pHは 8.6 から一時的に 6.6 まで低下したが、そ
の後は 8.0 前後を推移した。栄養摂取量は開始 17 週目にエネルギー
2478±52kcal、食物繊維 35.0±1.7g と増え、それに伴い体重も 47.4kg
（BMI20.2）へ増加した。なお、YLPO食品の摂取による有害事象は認めら
れなかった。
【考察】本症例で認められた下剤の使用量、排便日数、便性状および便 pH
の変化は、YLPO食品により腸内環境が変化したためと推察された。便秘
に対し下剤を多用している低体重の巨大結腸症例には、YLPO食品の摂
取が有用であると思われる。

P1-5-7 摂食機能療法に対する意識向上への取り組
み～摂食機能療法チェックシートに着目し
て～

○
と や ま じ ゅ り

外山 純里、山本 一乃、木全 裕美、今村 由貴、青山 佳奈恵、
坪井 奈巳

NHO 東名古屋病院 看護部

【はじめに】平成 24 年度に当院の摂食機能療法回診チームが立ち上がっ
た。入院時患者全員を対象に摂食機能療法チェックシート（以下、チェッ
クシート）を記載し、問題がある患者は摂食機能療法回診依頼（以下、回
診依頼）をしている。しかし、必須のチェックシートを正しく記載出来て
いないこともあり、回診依頼に繋がらない現状にあった。このため、摂食
機能療法に対する看護師の意識向上を図るための取り組みを行った。【研
究方法】研究期間：平成 25 年 6 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日 研究対
象：病棟看護師 18 名 研究方法：1）チェックシートに関する質問紙調
査を実施。摂食機能療法の定義やチェックシートの記載方法について勉
強会を実施し、2カ月後再度質問紙調査を実施。2）病棟内摂食嚥下チーム
を発足。3）チェックシートの実際の記載方法を個々へデモンストレー
ション形式で指導。4）チェックシート記載率を調査。【結果】1）チェッ
クシートの記載は勉強会前から 80％の看護師が認識していたが、勉強会
後も全員の理解を得るには至らなかった。しかし、チェックシートを元に
回診依頼をしようとする看護師は勉強会前 33％から 66％に増加した。
3）摂食嚥下チームが個々に指導したことで、チェックシートの記載方法
は全員が習得し、記載率は指導前 50％がデモンストレーション後には
95％に上昇。【考察及び結論】多くの知識を必要とする摂食機能療法実施
のためには、チームによるアプローチが効果的である。病棟内でのチーム
を形成してデモンストレーション形式の指導をしたことで看護師の
チェックシート記載率上昇に対し効果的であった。正しい回診依頼を行
うことが今後の課題である。
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P1-5-8 経鼻経管栄養施行時に生じた誤嚥性肺炎に対
しハイネイーゲルⓇ投与による再発予防につい
ての検討

○
お が わ ゆうすけ

小川 祐介、大谷 敏幸、金井 光康、福田 延昭、清水 香絵、
繁田 佐織、保田 美穂、田中 由美子、田中 晴美、齊藤 弘恵、
荒木 朋貴、佐藤 拓海、稲川 元昭、長沼 篤、田中 俊行、
小川 哲史

NHO 高崎総合医療センター 栄養管理室

【はじめに】経管栄養施行時における重篤な合併症として胃食道逆流によ
る誤嚥性肺炎がある。半固形化製剤等の使用により予防効果があるとの
症例報告はあるが、経鼻経管栄養施行患者では市販の半固形化栄養剤の
使用は難しく、通常は投与速度の調整や胃蠕動運動促進剤の投与、注入後
のギャッジアップ時間の確保、寒天や増粘剤の使用による半固形化状の
調整などの対応を実施する事となる。今回我々は経鼻経管栄養施行中に
胃食道逆流による誤嚥性肺炎を起こしたと思われる患者に対し、経管栄
養再施行時に「ハイネイーゲルⓇ」を使用したことにより誤嚥性肺炎の再
発を予防できたと思われる症例を経験したので報告する。【症例】平成 26
年 4 月～5月まで当院入院中の「ハイネイーゲルⓇ」投与患者 7名。男性
5名（平均年齢 75.2 歳±6.2）、女性 2名（平均年齢 79.5 歳±9.5）。脳血管
疾患：6名、心疾患：1名。投与ルート：経鼻経管栄養（8Fr フィーディ
ングチューブ）【結果】7症例中、全症例において誤嚥性肺炎の再発を認め
ていない。【結論】経鼻経管栄養管理において 8Fr フィーディングチュー
ブと細径であってもハイネイーゲルⓇを使用することによりチューブの
閉塞もなく胃食道逆流による誤嚥性肺炎が予防できることが示唆され
た。

P1-6-1 循環器専門病院での血管外漏出予防への取り
組み

○
もり ゆ み こ

森 祐美子1、中屋 貴子2、高麗 睦子1、和田 恭一1、桑原 健1、
宮下 光太郎3

国立循環器病研究センター 薬剤部1、国立循環器病研究センター 看護部2、
国立循環器病研究センター 脳神経内科3

【目的】国立循環器病研究センターは循環器疾患の急性期病院であり、重
症度の高い心疾患患者、脳疾患患者を多く受け入れている。急性期には血
管収縮薬や浸透圧の高い薬剤を投与することも多く、血管外漏出による
皮膚障害の危険性が伴う。そこで当院の褥瘡対策チームでは昨年、薬剤師
が中心となり血管外漏出の予防、皮膚障害の重篤化の予防を目的に院内
で取り組みを行ったので報告する。
【方法】1）血管外漏出により組織障害を起こす薬剤の一覧をまとめ、各病
棟に提示。また、該当する薬剤については、医師の処方オーダー時に、注
意喚起のポップアップが出るようシステムを改変。2）褥瘡対策室ニュー
ス（血管外漏出の原因、予防、発生時の対処方法）の発行。3）院内の褥
瘡対策マニュアルに血管外漏出時の対策方法を掲載。
【結果】血管外漏出の年間発生件数・月平均発生件数は平成 23 年度の 81
件・6.75 件から平成 24 年度は 67 件・5.58 件と低下を認めた。
【考察】抗悪性腫瘍薬による皮膚障害は頻度が高く、多くの施設で重大な
合併症として対策が取られている。しかし、循環器領域の薬剤による血管
外漏出については、まだ十分な注意が払われていないと考えられる。当セ
ンターでは、強心剤や電解質製剤の血管外漏出による重篤な皮膚障害を
経験したことをきっかけに、褥瘡対策チームでは今回報告した取り組み
を行った。組織障害を起こす薬剤を一覧にして提示することで、医師・看
護師への認知度は上昇したと思われた。看護師が正しい知識を持つこと
で、投与速度の調整や、溶解量の増加を行うなど、皮膚障害を未然に防止
し、さらに早期発見・早期対応が可能となり、症状の重篤化を防ぐことが
できたと考える。

P1-6-2 褥瘡を有する患者における睡眠の質の改善に
取り組んで～エアーマットの自動体位変換機
能を夜間に使用して～

○
あ べ よ し え

阿部 良江、阿部山 貴子、佐々木 みちる、高橋 當子、土肥 守
NHO 釜石病院 看護課

【はじめに】寝たきりで褥瘡等を有する症例では 2時間おきの体位変換は
必須であるが、我々は多発性脳梗塞と認知症により寝たきりとなり、仙骨
部にポケット形成の褥創を発生した後に当院に転院し、夜間の睡眠時の
体位変換の度に恐怖を訴え覚醒し、3カ月間不眠状態となった症例を経験
した。そこで夜間の睡眠時間の確保を目的として、エアーマットの自動体
位変換機能を使用し、人的体位変換と比較検討した。【研究方法】夜間に
看護師による体位変換と自動体位変換機能のみでの体位変換における、
睡眠状態と褥創の状態を比較検討した。【結果】人的体位変換では、毎回
覚醒し、不規則な睡眠状態であった。自動体位変換機能使用中は、夜間は
睡眠時間が長くなり、日中の覚醒状態も改善した。自動体位変換では、体
位変換時の恐怖心が消失した。自動体位変換時の褥瘡周囲の体圧の上昇
は見られず、褥瘡も改善傾向であった。【考察】体位変換は、寝たきり患
者では必要であるが、夜間や認知機能障害のある症例においては、睡眠障
害や恐怖心を抱かせ、褥瘡の治癒にも影響する。しかし、自動体位変換機
能付きエアーマットでは、定時にゆっくりと体位変換が行われ、恐怖心を
感じなかった。その結果、夜間の睡眠時間と日中の覚醒・会話・四肢の動
き等が改善した。さらに自動体位変換機能使用下では体圧の上昇は見ら
れず、定期的に徐圧されていた。今回の症例では拘縮も無くポジショニン
グも容易であったが、自動体位変換機能の使用については、拘縮の有無・
状態の違いなどの症例ごとの個別性とエアーマット毎の機能の相違など
を十分に理解して選択するべきであると考えられた。

P1-6-3 当院における新規褥瘡発生患者の現状

○
こんどう あい

近藤 愛、田村 美佐子、有馬 祐子、辻 忠克
NHO 旭川医療センター 1病棟

【はじめに】当院では褥瘡対策委員会において褥瘡マニュアルを作成し、
褥瘡を保有する患者は週 1回の決められた曜日に褥瘡回診において診察
をしていた。平成 25 年に褥瘡マニュアルを改訂し、褥瘡発見当日に褥瘡
担当医による診察を受けるようにした。褥瘡の評価はDESIGN�Rに統一
した。本研究では新規褥瘡発生患者に対し、褥瘡発生日から介入までの日
数、治癒までの日数、DESIGN�Rの合計点を調査し、新規褥瘡患者の現状
を把握し今後の課題を明確にすることを目的とし、取り組んだ結果を報
告する。【研究方法】平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月に当病院に入院した
患者のうち新規褥瘡発生患者 37 名（46 か所）について褥瘡発生日から介
入日、DESIGN�Rの合計点、治癒までの日数を調査した。【結果】褥瘡発
生日から介入日まで平均 1.15 日、DESIGN�Rの合計点の最大値 27、最小
値 0、平均値 4.78、治癒までの日数の平均が 15.9 日であった。DESIGN�R
の合計点 9点以下が 42 か所 91％、DESIGN�Rの合計点数 9点以下の患
者（死亡退院 8名を除く）が治癒までにかかった日数の平均は 15.9 日と
なった。【考察】日本褥瘡学会学術教育委員会は、DESIGN�Rの合計点が
9点以下であれば約 8割の褥瘡が 1か月未満に治癒するといわれている。
当院でのDESIGN�R9 点以下の患者は平均 15.9 日で治癒しており、褥瘡
治療ケアは適切であったと考える。褥瘡を軽度の状況で発見し、診察する
ことによって、治療方針や対策の統一が図られ、治癒日数短縮に繋がった
と考える。【今後の課題】当院には皮膚排泄ケア認定看護師はいないが、
褥瘡チーム員を中心に褥瘡予防ケアの知識・技術の向上を図り、エア
マットレスやポジショニング枕の確保に努め環境整備していきたい。
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P1-6-4 地域医療における当院の役割―糖尿病教室の
立ち上げと今後の課題―

○
さ い の み ゆ き

齋野 美侑1、大久保 美里2、丹代 静香3、中原 啓士4、海瀬 和郎5

NHO 盛岡病院 栄養管理室1、NHO 盛岡病院 薬剤科2、
NHO 盛岡病院 看護部3、NHO 盛岡病院 リハビリテーション科4、
NHO 盛岡病院 糖尿病・内分泌内科5

【はじめに】当院では平成 25 年度から積極的に糖尿病治療を行っており、
より糖尿病の基礎知識や食事・運動・薬物療法を理解してもらうことを
目標に「好きな物を食べて血糖コントロール」をテーマとして糖尿病教室
を立ち上げ好評を得たので報告する。【対象および方法】当院外来受診者
および地域住民を対象に毎月 1回 45 分程度で医師・看護師・薬剤師・
管理栄養士・理学療法士からなる糖尿病教室チームによる講義を実施
し、さらに 1単位分のおやつや 400kcal のお弁当を提供、受講者が糖尿病
をより深く理解し合併症を予防した療養生活が送れるよう支援を行っ
た。【結果・まとめ】講義後の患者の反応として「自分がどのくらいの量
を食べていいのか理解できた」「受診時には医師に聞きにくいことも聞け
て良かった」「400kcal でこんなに量を食べられるとは思っていなかっ
た」などが聞かれた。今回の教室は当院受診患者だけではなく他院へ通院
されている地域住民も対象としたため、当院でも糖尿病治療が行えると
いうアピールに繋がり糖尿病患者紹介率も 44％から 47％へ上昇した。
今後さらに当院を利用する患者は多くなると予想されるので、今まで以
上に他職種間の連携を深め糖尿病患者のQOL向上・維持に繋げていき
たい。また、糖尿病療法は多くの情報が氾濫しているため正しい知識を身
につけて実践してもらうことがより重要になってくる。そのためこれか
らも教室を継続し、講義内容を発展させつつ一人でも多くの糖尿病患者
に治療への強い意識と正しい知識を持ってもらうことが今後の課題であ
る。

P1-6-5 栄養管理に難渋した血糖コントロール困難な
ALSの一例

○
ふじむら ま り こ

藤村 真理子1、寺川 伸江2、木村 祐子3、森岡 靖1、齊藤 利雄4、
松村 剛4、藤村 晴俊4

NHO 刀根山病院 NST 栄養管理室1、NHO 刀根山病院 薬剤部2、
NHO 刀根山病院 看護部3、NHO 刀根山病院 神経内科4

症例平成 15 年にALS診断された 44 歳、女性。平成 16 年に PEG施行、
平成 17 年に人工呼吸器装着されている。平成 25 年 11 月にオーバーホー
ル目的にて入院された。入院時身長 155cm、体重 29.8kg（1 年前より�4
kg）、BMI12.4、TP6.4、Alb2.8、BS185、HbA1c10.3、BUN4.4、Cre0.06、
T�cho87、HDL�C25、TG85、発熱、消化器症状なし。血糖降下薬開始さ
れるも血糖コントロール不良のため 11 月の退院は延期され、12 月上旬に
主治医よりNSTの依頼があった。依頼内容はNSTによる栄養管理及び
必要栄養量の決定、治療方針は在宅移行であった。在宅での栄養内容はラ
コール 800ml�日（27kcal�kg）であった。経過入院時のFBS350 であった
ためラコール 800ml�日→450ml�日（15kcal�kg）としたがFBS200 前後で
推移。インスリン開始、グルセルナ 450ml�日へ変更された。FBS70 とな
り、再度在宅へ向けてラコール 450ml�日へ変更されたが、仙骨部発赤あ
り、るい痩著明のためNSTより中鎖脂肪酸の開始が提案された。その後、
ラコール 450ml�日、MCTパウダー 200kcal�日にて総En ; 650kcal（22
kcal�kg）、Pro ; 19.8g とされ、平均FBS100～160 代となり、インスリン中
止、HbA1c10.3→8.5→7.4 へ改善された。発熱、消化器症状なく、Alb2.8
→3.1→2.7、CRP1.56→0.12→0.29、T�cho87→144→120、血糖コントロール
安定し、1月上旬に退院となった。考察・結論糖質を消費する部位の消耗
が激しく、栄養剤を減量したのみでは血糖コントロール困難であり、イン
スリンの併用及びグルセルナへ変更となったが、在宅移行のためラコー
ルを減量、褥瘡リスク等考慮し中鎖脂肪酸を追加、軽快退院となった。病
態により栄養組成を考慮せねばならない症例であった。

P1-6-6 当院における妊娠糖尿病患者への食事指導の
現状

○
たかつか ま り

高塚 真理1、東川 貴子1、妹尾 真佑1、須永 将広1、
矢ヶ崎 栄作1、宇治原 誠2

NHO 横浜医療センター 栄養管理室1、
NHO 横浜医療センター 糖尿病内分泌内科2

【背景】
わが国の妊娠糖尿病（GDM）患者は、診断基準の改訂や出産年齢の高齢
化に伴い、増加傾向にあり、全妊婦の約 1割と推定されている。また、当
院におけるGDM患者への栄養指導も増加傾向にある。GDMは胎児の過
成長による難産や羊水過多による切迫早産など合併症リスクを高めると
報告されており、妊娠中の血糖管理が重要である。一方で、妊娠中の食事
はつわりなど様々な要因に影響を受けることもあり、エネルギー量の設
定や分割食の指導に苦慮するケースも多い。今回、食事指導をより充実さ
せることを目的に患者状況を把握するため、当院の現状を調査した。
【方法】
対象は、平成 25 年度に当院で栄養指導を実施したGDM患者 60 名。GDM
の診断時期や出産までの経過、児の出生体重、既往歴や家族歴、食事内容、
血液検査等を調査した。
【結果】
平均年齢は 34±5 歳。ほとんどの患者に肥満歴はなく、約半数に家族歴が
あった。出産までの治療経過は、食事療法では分割食を行い、同時にイン
スリンを導入する患者が多かった。
【考察】
GDMは肥満傾向がない場合でも、妊娠を機に発症するケースが多く、妊
娠中は特殊な症状への対処方法を含めた食事管理が必要である。GDM
患者が食事療法を行う目的は、血糖値を正常範囲内にコントロールし、母
児に必要な栄養を摂取することにあるが、食事指導を受ける前に自ら食
事を調整している患者は過度に食事を制限する傾向を認め、特に主食を
控える傾向が強くみられた。低体重出生は、将来の生活習慣病リスクを高
めるとの報告もあるため、管理栄養士による食事指導が必須であると感
じた。今後はこの結果を踏まえて、より効果的な食事指導の対策を検討し
ていきたい。

P1-6-7 当院NSTの実態調査と今後の課題

○
う と う けんたろう

有藤 健太郎、玉村 好美、横井 紀久子、安藤 舞、
小久保 睦代、菱田 純代、平嶋 昇、島田 昌明、岩瀬 弘明、
村瀬 孝司

NHO 名古屋医療センター 栄養管理室

【目的】当院NSTは 2006 年に稼動、2010 年 4 月には栄養サポート加算の
申請の算定を開始している。今回、NST介入患者の実態を調査したので
報告する。【方法】2013 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日までにNST
が介入し、介入終了となった 138 名に対して、性別、年齢、依頼内容、栄
養投与経路、介入日数、入院から介入までの日数、転機、介入終了時の総
合評価（改善・不変・増悪）について調査した。【結果】男性 74 名、女性
64 名、平均年齢 74.4 歳であった。依頼内容は 1．食種および補助食品の選
択が 67 件と最も多く、ついで 2．PEG回診 39 件、3．経鼻・経腸栄養剤
の選択 22 件であり、投与経路は 1．経口 62 件、2．PEG45 件、3．経鼻 19
件と件数が多かった。介入日数は平均 24 日（最大値 208 日・最小値 1
日）。入院から介入までの平均日数は 23.6 日であった。終了時の総合評価
では、改善 31 件（22％）、不変 78 件（57％）、増悪 29 件（21％）であっ
た。また、終了時評価の判定ごとに介入日数と転機をみると、介入日数は
改善症例で平均 34.7 日、不変症例で平均 18.7 日。転機は改善症例で 1．自
宅退院 17 件（55％）2．転院 14 件（45％）。不変症例で 1．転院 46 件（59％）、
2．自宅退院 29 件（37％）、3．死亡退院 3件（4％）。増悪症例で、1．死
亡退院 19 件（66％）2．転院 7件（24％）、3．自宅退院 3件（10％）であっ
た。【考察及び結論】終了時評価と介入日数をみると改善症例では介入期
間が長く、不変症例では短い傾向にあった。一方で、不変症例では転院が
最も多く栄養状態の改善前にリハビリ転院などによりチーム介入が終了
したことが要因と考えられる。また、入院から介入までの平均日数が長い
ことからも、NSTの早期介入が今後の課題と考える。
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P1-7-1 NST活動に歯科が介入し咀嚼機能改善から経
口摂取支援が実現できた一症例

○
よ し だ よ う こ

吉田 陽子1、松尾 敬子1、原本 麻代1、角南 次郎1、細川 優2、
植田 麻子2、大井 康史3、太田 徹哉4、内藤 稔4

NHO 岡山医療センター 外来歯科1、NHO 岡山医療センター 栄養管理室2、
NHO 岡山医療センター 薬剤科3、NHO 岡山医療センター 外科4

【目的】当院では，平成 17 年からNSTが始動し，歯科衛生士もチームの
一員として活動している。NST介入が必要な患者の多くが，口腔に何ら
かの問題を抱えている場合が多い。NST回診時に栄養評価にあわせて口
腔内評価も行い，口腔機能向上に向けた早期対応により栄養状態が改善
されたケースを報告する。【症例および方法】76 歳女性。直腸癌，転移性
肝腫瘍。皮膚移植を伴う腹会陰式直腸切断術後の発熱や創痛等あり，食欲
不振で経口摂取がすすまずALB2.5g�dl の低栄養状態となっていた。口腔
内は，残存歯 4本のみで咀嚼環境は不良であり，汚染も強い状況であっ
た。NST介入し，末梢静脈栄養の調整，食形態の変更，リハビリによる
座位確保が行われた。平行して，低栄養による体力低下や口腔内汚染が原
因となる誤嚥性肺炎予防を目的に歯科衛生士による専門的口腔衛生管理
も開始し，歯科医師による新義歯の作成を行った。【結果および考察】NST
介入一ヶ月後に，上下の新義歯が完成し咀嚼機能が改善され誤嚥性肺炎
を起こすこともなく食事（軟菜）を全量摂取できるようになった。目標で
あった経口摂取のみで必要エネルギー量を満たすことができNST介入
を終えた。今後は，口腔内に問題を抱え低栄養状態になる以前からの対応
が可能となるような取り組みやシステムも検討していきたいと考える。
【結論】NST介入患者の口腔の問題点を早期に抽出し，解決に向けた対応
を平行して行うことで，呼吸器感染症の予防や経口摂取量の増加を実現
し，低栄養の改善から病状や体力の回復に繋いでいくことができる。よっ
てNST活動に歯科が参画することは有意義なことである。

P1-7-2 酸素カヌラ装着による皮膚障害の発生要因を
考える

○
いわぶち ひ ろ み

岩淵 裕美、新井 剛、濱部 恵里子、川崎 由紀江
NHO 神奈川病院 看護部1病棟

【背景】当病棟は循環器疾患、呼吸器疾患の内科病棟であり酸素療法によ
る加療も多い。特に酸素カヌラの装着部位には皮膚障害が発生すること
もあり、早期に予防したいと考えた。皮膚障害を予防するためには、好発
部位を予測するだけではなく発生要因を把握することも重要である。酸
素カヌラによる皮膚障害の発生は圧迫や摩擦などの機械的要因に加え、
褥瘡の発生要因とも関連があるのではないかと考えた。【目的】酸素カヌ
ラ装着による皮膚障害の発生要因を明確にする【方法】平成 25 年 9 月～
12 月に当病棟の酸素カヌラ使用者 45 名中皮膚障害の発生した 13 名の機
械的要因を調査した。また皮膚障害発生群 13 名と皮膚障害発生なし群 22
名の褥瘡発生因子を比較した。褥瘡発生因子の比較には褥瘡アセスメン
トツールである危険因子評価を用いた。機械的要因 1酸素カヌラの皮膚
障害発生までの装着期間 2鼻腔から耳介までのたるみの左右差の有無 3
皮膚障害発生部位褥瘡リスク因子の比較 1日常生活自立度 2危険因子評
価 6項目【結果・考察】酸素カヌラを装着している患者は、耳介後面・鼻
腔粘膜に皮膚障害を生じやすかった。皮膚障害発生者はほとんどが褥瘡
発生因子を保有しており、それらのなかでも栄養状態の低下、浮腫は皮膚
障害の発生リスクが大きいといえる。これらの因子は組織耐久性の低下
に起因する。今後明らかになった好発部位を考慮し、皮膚の組織耐久性を
維持できるようケアを実践していくことで皮膚障害は予防できると考え
る。また機械的要因からも酸素カヌラの装着方法にも一因があることが
わかり、より適切な装着方法の検討が必要と思われる課題も明らかと
なった。

P1-7-3 バルーン型胃瘻チューブ交換におけるスカイ
ブルー法とグリセオールバルーン水の導入～
筋ジストロフィー病棟の取り組み～

○
なかむら

中村 あい、村田 麻衣、渡辺 愛美、岡田 萌里、宮原 規子、
今里 真、田中 陽平、澤田 大介

NHO 新潟病院 筋ジストロフィー病棟

【はじめに】N病院では胃瘻チューブ交換時の確認方法として、胃内容物
の逆流を確認し、滅菌蒸留水でバルーン固定を行っていた。誤挿入のリス
クを回避し、安全性やコスト面を重視して、今年度よりスカイブルー法と
グリセオールバルーン水が院内で承認された。そこで変化に時間を要す
る筋ジストロフィー病棟の患者に導入したので、その経過を報告する。
（A）スカイブルー法：インジゴ水注入による胃瘻交換確認方法（B）グリ
セオールバルーン水：適正な浸透圧で胃内のバルーン水の残存を保つグ
リセオール希釈水【目的】変化に時間を要する筋ジストロフィー病棟の患
者にスカイブルー法とグリセオールバルーン水をスムーズに導入する
【対象】A病棟のバルーン型胃瘻チューブ使用患者 13 名【方法】薬剤科：
薬価を考慮して無菌的に上記（A・B）の製剤を作成看護部：看護手順作
成病棟：（1）患者・家族説明パンフレットを用いて、医師が説明し、同意
を確認（2）看護師教育 a）導入目的、日程、学習資料の提示 b）学習会
（3）導入日程 初回は 2名実施し、他 11 名も同意を確認後、順次導入
【経過】医師がパンフレットを用いて患者・家族に安全性を説明し、看護
師は同席し反応を確認した。看護師が患者の戸惑いや不安、質問に答えら
れる様、事前学習会で患者からの予想される質問について考え、共有し
た。【結果】パンフレットを用いた医師と看護師による事前説明、看護師
間の情報共有により、スムーズかつ安全にスカイブルー法とグリセオー
ルバルーン水の導入が出来た。

P1-7-4 継続した集団栄養指導への取り組みについ
て―減塩教室の充実化を目指して―

○
さ と う ま り

佐藤 真理、松本 祐耶、鈴木 栄、関 晴朗
NHO いわき病院 栄養管理室

（はじめに）当院では、震災で被災された患者への医療の広場の提供を目
的として、集団栄養指導の「減塩教室」を、高血圧の疾患を有する患者を
中心に月に 1回始めた。7回目の開催を終え、減塩教室の会場の問題や講
義内容のマンネリ化など、そして減塩教室の認知度の低さなどが原因で、
継続困難な状況に陥っていた。そこで、継続的な集団栄養指導の実施に向
けた取り組みについて報告する。（経過）継続困難の原因と対策 1開催場
所の問題場所面積が狭く、空調にも問題があり、参加者に不快な思いをさ
せたまま、実施していた。また修繕工事の関係で、現在の場所は取り壊さ
れ、今後、集団指導の実施に適した場所がない状態だった。 2内容のマ
ンネリ化減塩教室の内容は、毎回管理栄養士が中心となり、前半に高血圧
に関する講義、後半に減塩の試食会等を用意して、参加者全員が一体とな
れる体験実習を取り入れている。しかし、回を重ねる毎に参加者の反応は
うすく、患者のモチベーションの維持・向上につながらなかった。そこ
で、参加者にアンケートを実施し患者が望む講義内容に変更した。 3
認知度の低さ当院で開催している減塩教室の認知度は低く、参加人数も
限られていた。認知度が低い理由は、参加者への周知方法に一定性がな
く、認知度の低下につながった。そこで、案内方法の内容や周知範囲を広
めた。（まとめ）原因を 1つ 1つ解決し、反映させたことでより充実した
減塩教室の開催につながり、結果現在も継続している。栄養指導は継続性
が必須となる。今後も、指導を通して、患者と栄養士の双方が刺激しあい、
お互いのモチベーションの維持・向上に努め、減塩教室を継続できるよ
う取り組んでいきたい。
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P1-7-5 もの忘れセンター外来へ受診した患者の栄養
評価に関する検討

○
きのした

木下 かほり、早川 恵理香、小嶋 紀子、今泉 良典、
金子 康彦、佐竹 昭介

国立長寿医療研究センター 栄養管理部

【背景と目的】認知症患者の増加は先進諸国の問題であり、栄養状態との
関連を指摘する報告もある。認知症の有無と栄養評価の関連について解
析し、認知機能障害患者に対する栄養評価の特徴を検討した。【方法】平
成 24 年 9 月～平成 26 年 3 月末までに、もの忘れセンター外来を受診し
た 65 歳以上の患者のうちアルツハイマー型認知症を a群（536 名、年齢
79.7±6.2 歳、MNA�SF10.1±2.3）認知症非発症（主観的認知障害・軽度認
知障害）を b群（311 名、年齢 76.4±6.2 歳、MNA�SF11.3±2.2）とし、
年齢階級別（ア：65～74 歳、イ：75～84 歳、ウ：85 歳以上）で 2群間の
総得点と認知機能に関する項目Eを除外した合計点を比較した。【結果】
MNA�SF の総得点、E除外点の順に、ア a群 10.7±2.1，9.2±1.9、b
群 11.6±2.4，9.8±2.2、イ a群 10.0±2.4，8.0±2.2、b群 11.2±2.2，9.4±
2.0 と、ア、イで a群が有意に低値を示した。ウでは a群が低い傾向にあっ
たが有意差はなかった。【考察】全体では認知症発症群で有意にMNA�SF
が低値であったが、非発症群でもAt risk に近く栄養介入の必要性が示唆
された。この関係は、項目Eを除外しても変わらなかった。85 歳以上で
は有意差は無く、認知症以外に加齢や併存症など、別の因子が栄養状態に
影響を及ぼしている可能性が示唆された。

P1-7-6 嚥下調整食の質の向上にむけて～ムース食の
導入～

○
に い み ま な み

新見 麻奈美1、松谷 智子1、花田 道代1、加藤 勝則1、
蓑田 貴徳1、法師山 絢2、松本 吉洋2

NHO 福岡病院 栄養管理室1、NHO 福岡病院 歯科2

【はじめに】当院では、平成 18 年より歯科と連携し、手作り調理による嚥
下調整食（以下嚥下食）を提供している。平成 25 年度よりペースト食の
あんの種類を増やしたり、付け合わせを追加し、味・見た目の改善に取り
組んできた。嚥下食を摂取する患者にアンケートを実施し、その結果「形
のある食事が食べたい」との意見があり、形のある嚥下食（以下ムース食）
へ向けた検討を行った為報告する。
【方法】ムース食を導入するにあたり、増粘剤の検討を行った。市販され
ている増粘剤でムース程度に固まることが可能な増粘剤 5種類を取り寄
せ、魚・肉・芋・ほうれん草・牛乳の見た目・味の変化・かたさ・口腔
内でのばらつき・のどごし・離水の有無を比較した。増粘剤決定後、嚥下
食（ペースト食）を摂取している患者にムース食を提供した。
【結果】増粘剤の比較を行い、増粘剤A・Bが良好であった。また、増粘
剤A・Bは他の増粘剤に比べ、高い温度で固まり始める為、作業効率が良
かった。歯科医師・理学療法士も増粘剤A・Bを比較し、またランニング
コスト等も考慮し、増粘剤Bを採用した。ムース食を提供した患者より、
「形があって嬉しい・美味しい」との意見があった。
【考察】増粘剤Bを採用後、材料と増粘剤の量の表を作り、作り方の統一
化を図っているが、材料や調理法により固さが少し違うため、増粘剤の量
の微調整が必要となり、今後の課題である。患者アンケートより形のある
食事の必要性が分かりムース食を導入したが、ムース食はペースト食に
比べ美味しく、味の向上にもつながった。今後も定期的に評価を行い、患
者により安全で美味しい食事を提供できるよう取り組んで行きたい。

P1-7-7 神奈川病院NSTの発展を目指して

○
こばやし ま り こ

小林 麻里子1、藤田 かほる1、杉浦 八十生2、石井 徹仁2、
前島 潔2、NSTメンバー3

NHO 神奈川病院 栄養管理室1、NHO 神奈川病院 医局2、
NHO 神奈川病院 NST3

【はじめに】H26 年度は異動に伴い、NSTメンバーが総入れ替えになっ
た。赴任してまもなく、病態・病状にあった栄養剤を導入するも、主導を
握る栄養管理室は配属 1年未満であり、臨床知識が浅く説明ができない
状態だった。介入依頼を担うリンクナースも、依頼方法がわからない状態
だった。そこで、新しいNSTメンバーで再始動するためにおこなった取
り組みを報告する。【方法・取り組み内容】現状を知るために医師・看護
師にアンケートを実施した。栄養管理室の臨床レベルを向上させるため
に、部内勉強会を実施した。栄養剤一覧を更新した。経腸栄養剤の提案を
積極的に行った。患者の栄養状態把握に特化した検査項目をセット化提
案した。【結果】アンケート集計結果について、栄養療法に興味があるか
の問いについて、興味あるが 77％と多かった。NSTの活動を知っている
かの問いについて、知っているが 75％と多かった。NSTの依頼方法を
知っているかの問いについて、知らないが 61％と多かった。どの内容に
ついてNSTに依頼したいかの問いについて、低栄養が 61％と最も多く、
次いで食欲不振 43％、褥瘡 41％、栄養剤の選択 41％と多かった。部内勉
強会を平成 26 年 4 月～5月で 5回実施した。薬価収載栄養剤から食品タ
イプの栄養剤への移行による喫食率増に伴い収入増【介入症例】【結論】依
頼方法・低栄養患者（NST対象者）抽出の見直しアンケート結果より、
NSTを依頼したいが依頼方法がわからないことがうかがえた。NSTの依
頼方法の周知や見直しを検討していきたい。

P1-7-8 当院の誤嚥性肺炎予防に関する活動～スク
リーニング、食形態の選択との関連～

○
すぎむら ゆういちろう

杉村 雄一郎1、三田村 真実1、富永 新菜1、小端 晶子1、
伊藤 裕美1、鈴木 靖士2、栗和田 幸江2、高橋 奈美2、
清水 智美2、鈴木 信子2、佐藤 秀子2、舘田 勝2、武田 和憲2、
橋本 省2、斎藤 泰紀2

NHO 仙台医療センター 栄養管理室1、
NHO 仙台医療センター 医療安全管理室2

【背景】当院の誤嚥・窒息防止ワーキンググループでは、H23 年度より、
入院患者に対して摂食・嚥下スクリーニングシートを用いたスクリーニ
ングを実施するよう進めており、H24 年度より実施率 9割以上となった。
また、H25 年度より嚥下訓練食の段階的運用を院内で周知、併せて摂食・
嚥下スクリーニングについての研修会や、スクリーニングシート改訂等
の活動を行っている。しかし、H24 年度、当院における誤嚥性肺炎発生症
例 53 例の調査を行ったところ、「入院時にスクリーニングを実施したが、
その後、絶食期間が続き、経口摂取再開時に適切な食形態が選択されな
かった」と考えられる症例が多いことがわかった。同調査より、「絶食中
に誤嚥性肺炎を発生した」「看護師による口腔ケア介助を行っていた」と
いう症例が約半数みられた。
【目的】誤嚥・窒息ワーキンググループの活動によって、もたらされた効
果を調査する。調査結果を基に、誤嚥性肺炎予防への対策、啓蒙活動を進
める。
【対象と方法】H25 年度 9月からH26 年度にかけて当院入院中に絶食期間
が 2日以上続いた後、経口摂取を開始した症例。症例数は平均 92 名�月、
平均年齢は 64 歳であった。電子カルテを用い、摂食・嚥下スクリーニン
グ実施率、嚥下訓練食のオーダー率、誤嚥性肺炎の発生件数の抽出を行っ
た。結果は院内へのフィードバックを行った。
【結果・考察】摂食・嚥下スクリーニング実施率は 1月 24.5％、2 月
18.4％、3 月 28.1％と横ばいであったため、食形態の選択方法と併せて、
啓蒙活動を強化する必要がある。口腔ケアについてはチェックシートを
作成、運用するに至った。このような改善活動を円滑に進めるには、定期
的なデータ抽出が重要と考えられた。
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P1-8-1 当院における脂肪乳剤の使用実態調査

○
あ さ お な お や

浅尾 直哉1、太田 潤一1、水沼 周市1、大塚 誠二1、
小山田 光孝1、杉村 雄一郎2、富永 新菜2、岩渕 正広3

NHO 仙台医療センター 薬剤科1、NHO 仙台医療センター 栄養科2、
NHO 仙台医療センター 消化器科3

【目的】脂肪乳剤の投与意義には効率的な熱源の投与と必須脂肪酸の補給
にある。日本静脈経腸栄養学会ガイドラインによれば、脂肪乳剤は 0.1g�
kg�hr の投与速度で投与することが推奨されており、当院での適正使用
に向けての使用状況を調査した。
【方法】2013 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日までの期間に投与した患者
を対象として投与速度について調査を行った。投与速度と 3つの因子（体
重、投与時間、投与量）との相関をピアソンの相関係数（r）およびスペ
アマンの相関係数（rs）にて比較した。
【結果】該当期間中の投与件数は 598 件であり、推奨投与速度を超える投
与件数は 369 件（61.6％）であった。脂肪乳剤の投与速度（g�kg�hr）は
0.1g�kg�hr 以下が 230 件（38.9％）、0.1～0.15（g�kg�hr）が 154 件（25.7％）、
0.15～0.2（g�kg�hr）が 130 件（21.7％）、0.2（g�kg�hr）以上が 85 件（14.2％）
であった。投与速度（g�kg�hr）に対する相関をみると、体重（kg）では
r＝－0.382（p＜0.001）、投与時間（hr）では r＝－0.550（p＜0.001）、投与
量（g）では rs＝－0.070（N.S.）であり、投与時間（hr）の負の相関が示
唆された。投与時間（hr）について、4時間以上では推奨投与速度の超過
はみられないが、3時間では 281 例中 234 例が超過していた。
【考察】脂肪乳剤の投与速度超過は脂質異常症や免疫能に影響する恐れが
ある。当院において、前年度に投与された脂肪乳剤のうち 61.6％が推奨投
与速度を超過しており、4時間以上かけて投与することが必要であると考
えられる。また、投与患者の体重によっても推奨投与速度を超過する恐れ
があり、低体重患者への投与にも注意が必要とされ、今回の調査結果を基
に院内へ啓蒙していきたい。

P1-8-2 神経内科病棟の褥瘡発生状況の問題点を明確
にし褥瘡予防に繋げる

○
あらまき え り な

荒巻 絵里菜1、赤池 文子1、田中 秀子2

NHO 千葉東病院 看護部1、淑徳大学 栄養看護学部2

【はじめに】当院の神経内科病棟の入院患者は、進行性の神経難病患者が
占めている。神経難病であるため、入院患者の 8割が寝たきりであり
ADLに全介助を要する。入院中に褥瘡発生した患者は、全患者がADL
全介助の状況で、褥瘡発生リスクが高い患者がほとんどである。病棟にお
ける褥瘡発生の状況と問題点を明確にしたので報告する。【目的】入院中
の神経難病患者の褥瘡発生状況から褥瘡発生の問題点を明確にし、褥瘡
予防のケアの向上に繋げる【倫理的配慮】当研究は、個人が特定できない
ように配慮した。【方法】H25.4.1～H26.3.31 までの褥瘡発生患者を年齢・
性別・発生部位・ADL・身体的特徴の項目で統計を取り、問題点と今後
のケア方法の視点を探る。【結果】H25 年度は発生人数が 15 名、平均年齢
71.1 歳、部位としては踵部 5名で最も多かった。全体の平均治癒日数は
25.7 日。踵の褥瘡治癒日数は平均 33 日であった。関節拘縮が強く、痛み
の訴えもできない患者が 3名、踵部の褥瘡が発生し、両側に出現してい
る。下肢の除圧不足が挙げられる。前年のデータ（平均治癒日数 13 日、
仙骨が最も多く 11 名、踵部 2名、踵の平均治癒日数が 20 日）を比較する
と、全体の平均治癒日数は 13 日、踵部の褥瘡治癒日数は 20 日であった。
そのことからも、踵部の褥瘡発生は治癒までにかなりの時間を要するこ
とがわかる。DESIGN－Rの深さは d1～2 であった。早期に介入している
にも関わらず、褥瘡治癒に時間がかかっている。看護者への統一した神経
難病特有の褥瘡予防ケア・観察、褥瘡予防に対する意識づけに力を入れ
ていく必要がある。

P1-8-3 術前患者のストレス軽減を考える経口補水療
法の導入を試みて

○
く ぼ た ま ゆ こ

久保田 麻由子、青木 久恵、佐藤 みづほ、山田 朗加、
丸林 美恵、早川 希

NHO 村山医療センター 手術・中央材料室

【背景】当センターは、整形外科疾患が多く、高齢者が多いという特徴が
あるが点滴による術前補液が主流であり、前日の 21 時以降の絶飲食の指
示がほとんどである。日本麻酔科学会の術前絶飲食ガイドラインでは「清
澄水の摂取は年齢を問わず麻酔導入 2時間前まで安全である」と推奨さ
れている。手術入室時によく聞く患者の声は、「口渇が強いためうがいを
したい。喉が渇いてつらい。」などが多い。また歩行困難の患者からは
「点滴架台を持って動くのが大変であり危なかった。」と言う声もあった。
医療安全の観点と患者のストレスを軽減することからも、NSTと麻酔科
医及び手術室看護師で、計画的に術前経口補水の導入を試みたので今後
の課題と共に報告する。【方法】2014 年 1 月 1 日から 3月 31 日の期間、経
口補水療法を実施した患者 42 名より半構成的聞き取り調査を実施。【結
果】男性 18 名 女性 24 名。65％の患者は口渇がなく、78％の患者が空
腹を感じなかった。術前補水について 62％の患者が経口補水を望み 30％
の患者は経口補水または点滴のどちらでもいいと答えた。経口補水療法
を行った患者は同期間の全手術患者の 18.5％であった。有害事象は認め
なかった。【考察】主治医が経口補水を敬遠するケースも多く、エビデン
スに則った補液投与ルートの選択が求められる。経口補水療法施行の定
型化とオンコールなど入室時間に応じた絶飲食開始時間の決定など、今
後の課題としてさらに検討していきたい。

P1-8-4 嚥下ピラミッドに沿った食事の提供を目指し
て

○
き ど

城戸 ちひろ1,2,3,4、江島 英理4、戸田 美年1、吉丸 雅美1、
内村 愛美2、宮崎 健2、服部 信一3

NHO 佐賀病院 栄養管理室1、富士産業株式会社2、北村歯科3、
NHO 佐賀病院 内科4

【目的】当院では、院外より歯科医師が訪問し、摂食・嚥下評価を実施し
ている。歯科医師の指示を基に嚥下用ゼリーやとろみの程度を選べる形
態調整食にて食事オーダーを行っており、オーダー入力が複雑であった。
今回、嚥下調整食学会分類 2013 が発表されたことを受け、嚥下食ピラ
ミッドを考慮した段階的な食事の提供・オーダーができないか検討を
行った。【方法】当院では嚥下困難者が少ないため、手作りの嚥下食と市
販の嚥下用食品を利用し、学会分類の嚥下ピラミッドに沿った食事を提
供できないか検討した。まず、当院に採用のある栄養補助食品の見直しを
行い不足している栄養補助食品の追加を行った。主食については粥ゼ
リーを提供できないか調理師と話し合い、全員が標準作成できるよう検
討を行った。また、副食については段階的に適した献立内容であるかを歯
科医師の実食後の意見を基に検討を重ねた。【結果】平成 26 年 4 月中旬よ
り新たに嚥下の段階に沿ってオーダーできる嚥下食を作成することがで
きた。嚥下食が出来たことで、歯科医師より摂食・嚥下評価後の食事の指
示が簡便になった。また、看護師からも患者が嚥下ピラミッドのどの段階
にいるのか把握することができ、食事オーダーの指示受けも分かりやす
くなったとの声が聞かれた。【考察】当院では嚥下食を摂取される患者は
月に数名程度であるが、誤嚥防止と摂食嚥下訓練に伴い段階的にレベル
アップを図っていくことは重要課題である。今後も継続して献立内容の
検討を行い、個々の患者に沿ったより安心、安全な食事の提供ができるよ
う努めていきたい。
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P1-8-5 栄養サポートチーム加算病棟におけるNST活
動の現状と課題

○
おもて じゅんこ

表 順子、増田 充亮、平山 真秀、難波 和子、廿日岩 美宏、
高木 康行、宮本 良文

NHO 兵庫中央病院 NST

【目的】栄養サポートチーム加算算定病棟におけるNST活動の現状を把
握し、課題を見出すこと
【対象】H25.10.1～H26.3.31 に依頼を受け、介入を終了した 141 名（男性 78
名（75.6±9.3 歳）、女性 63 名（81.8±13.1 歳））
【方法】依頼内容、介入方法、介入期間について調査し、介入前後の栄養
摂取状況、体重、Alb 値、Hb値について比較検討した
【結果】依頼内容は食事調整 102 件、嚥下評価 27 件、褥瘡 12 件、経腸栄
養 10 件であった（重複依頼あり）。介入方法は食事調整 94 名、摂取量評
価 35 名、嚥下評価 9名、褥瘡処置 3名であった。介入期間は平均 21.4±
16.5 日であった。
栄養充足率が 80％未満であった患者は、食事調整を行った 94 名におい
て介入前 61 名から介入後 29 名に減少。摂取量や嚥下評価、褥瘡処置のみ
で食事調整不要であった患者 47 名においても介入前 12 名から介入後 4
名に減少した。
介入後の栄養充足率が 80％未満であった患者 33 名の内訳は死亡 7名、
介入期間 7日未満 7名、癌終末期 6名、超高齢者 6名、増悪 4名、その他
3名であった。
必要栄養量が充足でき、介入期間が 15 日以上であった患者 43 名のうち
体重が維持、増加できた患者は 9名、Alb 値が維持、改善できた患者は 10
名、Hb値が維持、改善できた患者は 11 名であった。
【考察】食事調整は栄養充足率を維持、改善させるために有用と考える。
当院では緩和ケアチームがないため、癌終末期や超高齢者におけるNST
介入方法について検討する必要がある。必要栄養量が充足できても体重
やAlb 値、Hb値の改善に至る患者が少なかった理由として、浮腫や腹水、
消化管術後等の影響が考えられる。平均介入期間も 3週間程度であるこ
とから、NSTのアウトカムとして有用な指標を検討する必要がある。

P1-8-6 栄養管理におけるDWHの活用

○
お お ば ゆ き

大場 由貴、伊藤 達矢、山田 るみ子、近藤 聡子
NHO 帯広病院 栄養管理室

【はじめに】当院は平成 25 年 6 月より電子カルテの稼働を開始した．電子
カルテ稼働により患者情報の即時性が増し，栄養管理の質が向上したと
考えられる．今回試行したDWH（データウェアハウス）の栄養管理にお
ける活用例について報告する．
【目的】当院では電子カルテ稼働に伴い，栄養管理計画書の作成を電子カ
ルテの端末で実施することとなった．特別な栄養管理を要する患者の栄
養管理計画書は，入院から 7日以内に作成する手順になっている．そのう
ち，周術期の患者は，術前から術後まで短期間で栄養状態が急激に変化す
る場合があり，栄養管理計画書だけの管理では，栄養状態の把握に後れを
とる場合がある．低栄養状態にある患者の情報を拾い上げ，可能な限り早
急に栄養状態の改善を図るためにDWHの利用を検討し試行した．
【方法】DWHを使用し，直近 1週間でTP6.0g�dl 以下またはAlb3.5g�dl
以下の検査結果数値を記録している患者のリストを作成した．
【結果及び考察】DWHの利用を試行した結果，低栄養状態にある患者の
データについて簡便に拾い上げることができた．そのデータは，カンファ
レンスでの患者の栄養状態に関する情報提供に役立つとともに，病棟訪
問時に患者と栄養状態を確認しながら食事相談をするときの良いツール
になっている．DWHを利用することで，データの拾い上げにかかる作業
時間の短縮を図ることができた．低栄養患者の対応に時間を充てること
ができ，作業効率の面でも良い効果を得ている．今後も栄養状態改善のた
めのシステムの強化に努めていきたい．

P1-8-7 管理栄養士実習生による当院の実習カリキュ
ラムへの評価について～臨地実習の意義～

○
かなざわ けんいちろう

金澤 健一郎、北條 恵美、若松 俊孝、平田 守
NHO 名古屋医療センター 栄養管理室

【目的】当院の実習カリキュラムへの評価と問題点の抽出、及び臨地実習
が大学生活に与える影響の有無について評価することを目的にアンケー
ト調査を行った。【対象・方法】平成 25 年度に実習を終えた管理栄養士養
成校 8校の実習生 52 名を対象とした。実習終了時にアンケートを配布
し、1カ月後に郵送にて回収した後、集計を行った。【結果】アンケートの
回収率は 98％であった。実習生の 84％が臨地実習前に事前学習を行っ
ており、残りの 16％の実習生も事前学習を行うべきだったと回答した。
事前学習の内容、及び事前学習ですべきだと思った内容は「病態とその食
事療法」が最も多かった。将来病院栄養士として働くことを希望する実習
生の割合は、実習前が 37％であったのに対し、実習後は 65％に増加し
た。その理由として、「栄養指導に魅力を感じた」や「多職種との連携に
やりがいを感じた」という回答が多くみられた。実習生の 76％が大学で
学んだことと実際の医療現場で学んだことに違いがあったと回答し、そ
のほとんどが「栄養指導のやり方」に関する回答であった。また、実習を
終了した後、「就職について考えるようになった」や「講義に対する姿勢
が変わった」など、大学での生活に変化があったと回答した実習生の割合
は 94％であった。【考察】本調査より、臨地実習で実習生が実際の医療現
場を学ぶことは、実習後の大学生活および希望する就職先に影響を与え
ることがわかった。また、事前学習の必要性を感じる実習生が多くみられ
たことから、病院内だけでなく管理栄養士養成校との連携の重要性も示
唆された。

P1-9-1 感染対策における認識の向上と手指衛生行動
の習慣化に向けた取り組み

○
よしざき ま ゆ み

吉崎 真由美、溝江 徳子
NHO 弘前病院 母子医療センター

【はじめに】産科病棟でのMRSAのアウトブレイクを経験し、スタッフ間
で感染対策における行動や認識に相違があると考えた。認識の向上と正
しい手指衛生の習慣化を図るために、調査・指導を実施し評価した。【方
法】期間：H25 年 4 月～H26 年 3 月 対象：当病棟の助産師・看護師 28
名 方法：1．手指衛生の実態を把握するため、独自に作成した自記式無
記名のアンケート調査を実施 2．アンケート結果を基に、講義・ビデオ
上映・ロールプレイによる体験型学習会を実施 3．学習会後に 1と同じ
内容でアンケート調査を実施【結果】学習会は 3回実施し全員が参加し
た。学習会前は 48％が「正しい手指衛生のタイミングを知らない」と回
答した。学習会後には 100％となったが、その内 83％は「感染対策の重
要性を理解し努力しているが、行動が身に付いていない」と回答した。学
習会前後の結果を比較すると、毎回手指衛生を実施している割合が「患者
様に触れる前」が 57％から 70％へ「患者様に触れた後」が 45％から 61％
へ「手袋の装着前」が 36％から 52％へ「手袋を外した時」が 21％から
27％へといずれも上昇した。【考察】指導により正しい手指衛生の知識は
得られたが、行動の習慣化までには至っていない。アンケートの実施が行
動を振り返るきっかけとなり、感染伝播経路を可視化したビデオ上映や
ロールプレイでの発見や驚きなどの感情の変化が内発的動機付けとな
り、認識の向上に繋がったと考えられる。【結論】正しい手指衛生行動が
習慣化されるには、継続的なモニタリングとスタッフ教育を行い、手指衛
生行動の習慣に向けた長期的な関わりが必要である。
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P1-9-2 蛍光塗料を用いた手指消毒の手技向上の取り
組み

○
き む ら さ き こ

木村 咲子、松岡 秀樹、本田 敏郎、渡邉 きぬよ
国立療養所菊池恵楓園 看護部

【はじめに】A園の不自由者棟は長屋続きの居室になっており、入所者の
生活の場であり職員の手洗い場がなく手指消毒の果たす役割は大きい。
そこで職員の手指消毒が正しい手技で実践できているかを知るため、蛍
光塗料と速乾性手指消毒剤の混和液を用いて手指消毒の手技と紫外線ラ
ンプ下で塗り残しをチェックした。その結果、学習会前後で手技向上がみ
られたので報告する。【倫理的配慮】職員に口頭で研究の趣旨を説明し同
意を得た。【研究方法】＜対象＞当寮に勤務する介護員 18 名、看護師 8
名の計 26 名＜期間＞平成 25 年 6 月～10 月＜方法＞蛍光塗料を用いた手
指消毒の手技と紫外線ランプ下での視覚確認による塗り残しの確認を行
い、学習会前後で比較した。手技は「完全にできている・大まかにできて
いる・全くできていない」の 3段階とし、塗り残しは両手掌と両手背を 8
箇所に区分しチェックをした＜指導方法＞学習会で各個人の不足してい
る手技や塗り残しを直接指導した。【結果】手指消毒の手技は完全にでき
た人が学習会前 15.4％から学習会後 61.5％となり、特に指先や手首の手
技向上がみられた。塗り残しは左手首が学習会前 11 名から学習会後 1
名、右手首は学習会前 12 名から学習会後 1名と改善した。【考察】学習会
でフィードバックしたことで手技が修正され行動変容に繋がった。塗り
残し部分を各自に視覚的に提示することで日頃の手技の癖や習慣、改善
点の自覚に繋がり塗り残しが減少した。手技はできても塗り残しがある
職員もおり手指消毒の難しさを実感できた。【結論】手指消毒の手技を
フィードバックすることや、蛍光塗料で塗り残しを視覚確認することで
改善点がわかり手指消毒の手技向上が図れる。

P1-9-3 擦式手指消毒薬使用向上にむけたリンクナー
ス会の活動報告

○
み き ひ さ こ

三木 久子
NHO 姫路医療センター 看護部

【はじめに】病棟での擦式手指消毒使用の向上にむけた啓蒙活動をリンク
ナース会で実施し、擦式手指消毒薬使用状況の改善が見られたので報告
する。
【活動内容】2012 年度に各病棟自身で患者 1人当たり 1日の擦式手指消毒
回数の目標設定を行い、毎月の使用量調査と使用量向上に向けた取り組
みを行った。しかし、消毒薬の不携帯や手荒れによる使用の減少などの問
題が発生したので、バリア機能のあるクリームの導入や擦式手指消毒薬
の選択使用ができるように整備を行った。さらに消毒薬の不携帯対策と
して携帯用消毒薬の追加導入を行った。2013 年度はリンクナースを中心
に手指衛生の必要性について病棟勉強会の開催、病棟使用状況や注意喚
起のポスター掲示等もおこなった。効果の少ない部署に対してはリンク
ナース会で対策を検討し、手指消毒法の基礎講習を部署毎に全員に行い、
さらに「擦式手指消毒使用向上キャンペーン」として、個人毎に 1週間当
たりの担当患者に対する手指消毒の実施下限目標を設定し、目標達成に
むけて努力実践する運動を 1ヶ月間おこなった結果、2012 年度の約 2倍
の使用量となった。
【考察】当院では、擦式手指消毒薬の選定や手荒れ対策、勉強会などの啓
蒙活動は使用状況の増加にはつながらなかった。効果が薄く、短期的で具
体的な個人達成目標を設定することで効果があった。年度末などリンク
ナース交替時期には個人使用量が減少する例も見られることから、ス
タッフの手指消毒使用機会の定着が充分行われていないことがわかる。
2014 年度は擦式手指消毒薬使用機会の定着に向けた取り組みを中心に活
動していく必要がある。

P1-9-4 エタノール擦式手指消毒剤使用による手指衛
生バンドル遵守向上への取り組み

○
にかいどう ひ ろ み

二階堂 博美、佐伯 彩香、冨永 亜希子、下森 香、山崎 喜美枝
NHO 広島西医療センター 看護部 東2病棟

【はじめに】昨年B病棟でスタンダードプリコーションについての実態調
査を行い「手指消毒」についてスタッフの意識が低いことが分かった。今
回、手指消毒におけるWHOの提唱する 5つのタイミング（手指衛生バン
ドル）を身につけるための介入を行うことで、その前後での擦式消毒剤使
用量の変化、手指消毒の遵守状況を比較した。【研究方法】研究期間：平
成 25 年 7 月～12 月 研究対象：B病棟に勤務している看護師 25 名 分
析方法：1．パソコンに 1個ずつ設置している擦式手指消毒剤に番号を記
入し、使用量測定を行った。介入 1）手指衛生バンドルと正しい手指消毒
の手順について勉強会を実施。介入 2）検温時に使用するパソコンのフ
レームに「検温前に手指消毒」と印字したシールを貼付。介入 3）看護師
が持つスケジュールボードに手指衛生バンドルについてのポスターを貼
付。2．介入前後の使用量の変化と手指衛生遵守率を比較した。【結果】介
入前使用量は 10～55g で平均 28.3g、遵守率 24％であった。介入後 1）で
は 5～60g で平均 29.4g、遵守率 28％であった。介入後 2）では 5～65g
で平均 30g、遵守率 60％であった。介入後 3）では 0～115g で平均 51.1
g、遵守率 36％であった。【考察】介入直後は使用量が増えるが、また時
間の経過と共に次第に使用量が低下していっている。このことは、手指消
毒が習慣化していないと考えられる。内田は「相手に自らの動機で自らが
行動を変えてもらうことが必要である。“気づき”を得てもらうような働
きかけこそが効果的な指導となる」と述べている。「手指消毒」が「当た
り前のレベル」になるまで勉強会や個別指導を行い、継続的に意識づける
関わりを持つことが重要である。

P1-9-5 擦式手指消毒剤個人使用量の推移の比較

○
うえむら あ け み

植村 明美
NHO 東近江総合医療センター 看護部

【はじめに】当院では擦式手指消毒剤使用量サーベイランス（以下サーベ
イランス）を継続している。平成 22 年度より看護師は手指消毒剤を携帯
し個人使用量を測定している。患者一人当たり使用量・看護師個人の使
用量の推移を比較したので報告する。【方法】サーベイランスの方法：毎
月各看護単位の手指消毒剤使用量をリンクナースが計測し感染管理認定
看護師に報告。平成 22 年度～25 年度の患者一人一日当たり手指消毒剤使
用量、看護師一人一月当たり使用量と使用量 200g 毎の階層別の分布割合
を算出し、推移を比較する。【結果】患者一人一日当たり手指消毒剤使用
量平均値は平成 22 年度から順に 4.7、4.4、5.1、4.1 であった。看護師一人
一月当たり使用量平均値は平成 22 年度から 145g、113g、150g、141g で
あった。使用量の階層別割合では 200g 以下は 72.7％、78.7％、74.7％、
77.1％、201～400g は 16.9％、18.7％、17.7％、19.0％、401～600g は 10.4％、
2.0％、7.0％、2.9％、600g 以上 0％、0.7％、0.6％、1.0％であった。使用
量増加時の関連項目として、手指消毒剤携帯、職員教育、薬剤耐性菌・流
行性疾患の発生を認めた。【今後の課題】患者一人一日当たり手指消毒剤
使用量は僅かに増減している。看護師一人一月当たり使用量は平成 23
年度に減少し以降緩やかに増加傾向にある。600g 以上使用する看護師が
徐々に増える一方で、200g 以下の割合が多く、401～600g の割合も減少し
ており、手指衛生遵守は二極化していた。手指消毒剤携帯は遵守への契機
となったが継続には至らなかった。手指衛生行動への促進因子・阻害因
子を探求し、継続的な行動変容につなげていきたい。
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P1-9-6 看護師の速乾性擦式手指消毒剤の使用状況及
び使用しない理由～勉強会前後の比較を通し
て～

○
きたやま ち か み

北山 京美、冨田 理佳、安田 勢津子、神田 泰子、齋藤 桃果
NHO 静岡医療センター 看護部 7西病棟

1 はじめに：院内感染の発生を防ぐ一般的な考え方として、手洗いは基本
かつ重要なものである。しかし当病棟の手指消毒剤の使用量は年々減少
しており、これはスタッフの手指衛生に対する意識の低下が考えられる。
そこで、実際に勉強会を行うことで使用状況がどのように変化するのか
調査を行った。2研究目的：勉強会実施前後の看護師の速乾性擦式手指消
毒剤（以下、手指消毒剤）の使用状況、使用しない理由の変化を比較する。
3研究方法：（1）研究対象 当病棟の看護師 12 名（2）研究期間 平成 26
年 1 月 6 日～1月 26 日（3）方法 病棟職員を対象に勉強会を 1回実施。
チェックリストを使用し、手指消毒剤の使用状況を勉強会前後で調査。場
面毎の使用率増減を明らかにする。4結果・考察：勉強会前後を比較して
平均使用率は 9.6％上昇した。このことは、勉強会を行ったことで手指衛
生に対する意識が向上したと考えられる。また、使用率が 50％以上上昇
したのは、食事配膳後と体位変換前で 2場面であった。これは、体液の被
曝の可能性があり、手指消毒が必要な場面であるという職員の意識変化
がみられたためだと考えられる。一方使用率が 30％以下に減少したもの
は、吸引後、採血・ルート確保前後、保清後、患者周囲のものに触れたあ
との 5場面であった。これは、手指消毒をしなかった意見として手洗い施
行が 46％を占めていたことから、職員の意識変化がみられ、流水による
手洗いを行うことが望ましいと選択されたと考える。5結論：勉強会は手
指衛生に対する意識づけができ、手指消毒剤の使用率が上昇した。また、
使用率を場面で評価したことで職員の意識が低下する場面が分かり、重
点をおいて教育する場面が明らかになった。

P1-9-7 リンクナースによる手洗い指導の取り組み

○
み た に り え

三谷 里江1、田中 藍1、加藤 綾1、吉田 光1、武田 奈緒子2

NHO 旭川医療センター 看護部1、NHO 旭川医療センター 感染対策室2

【背景】感染対策において最も基本的な行為は手指衛生である。しかし、
石鹸の使用量から算出した職員一人あたりの流水手洗い（以下手洗い）の
回数は 1日 3～4 回と十分とは言えない。そこで正しい手洗いの方法を指
導し、指導前後で洗い残しが減少するかを調査した。【方法】当院に勤務
する看護職員 205 名を対象に、平成 25 年 5 月から 12 月にリンクナース
が正しい手洗い方法の指導と手洗い時間の計測を行い、その前後で蛍光
塗料を用いて洗い残しを視覚確認した。【結果】手洗い指導前では洗い残
しが全くない職員が 1.95％であり、洗い残し部位は爪（75.6％）、指先
（46.5％）、手掌（36.8％）、指の間（22.6％）、手背（15.8％）の順で多かっ
た。また、手洗い時間に 30 秒以上かけている職員は 79.20％であった。指
導後、洗い残しがない職員は 0.50％と減少し、洗い残し部位は指導前と比
較し、一部増加した（指先、指の間、手背）。職員一人あたりの手洗い回
数は 1日 6～7 回と増加した。【考察】手洗いの指導前後で洗い残しが減少
することを予想していたが、部位によっては指導前よりも洗い残しが増
加した。今回の指導は院内マニュアルに準じた手洗い方法を指導したが、
十分な手洗い時間をかけているにも関わらず洗い残しが多かった。その
ため、洗い残しが多い部位を意識した指導を検討する必要がある。しかし
職員一人あたりの手洗い回数は増加したことから、手洗い指導が手洗い
の意識付けに繋がったと考える。今後も手洗いの意識改善に繋がるよう、
定期的に自身の手洗いの実態を振り返る機会を作り、効果的な手洗いが
遵守できるよう指導を継続していきたい。

P1-10-1 インフルエンザアウトブレイク経験後の対応

○
はら

原 かおり1、田中 征雄1、出浦 弦1、鎌谷 道生1、荻原 克恵1、
今泉 蔦子2、矢野 政敏1、佐藤 和義1

NHO 信州上田医療センター 感染対策部門1、国立療養所栗生楽泉園2

【はじめに】昨年度（平成 24 年度）2月にインフルエンザアウトブレイク
を経験し、その経過からインフルエンザ対策を振り返り、問題点を報告し
た。これらの問題点について今年度（平成 25 年度）実施した取り組みと
その結果を報告する。【実施した対策】課題の 1点目として「初発患者の
対応の遅れ」があった。この対策として初冬から ICNによる発熱患者ピッ
クアップラウンドを毎日行い、入院中患者の急な発熱に注意が向くよう
に働きかけた。また、看護部感染対策部会が中心となり、インフルエンザ
初動体制フローチャートを作成した。実際に入院患者からインフルエン
ザが発生した際にフローチャートを活用して対応ができた。2点目に「面
会制限の不徹底」があった。この対策として 2月から一部例外を除いての
面会禁止を実施した。病棟へのエレベーター前に職員を配置し、面会者リ
スト以外の来院者は病棟に入れないことを説明した。また、例外として病
棟へ入る場合もマスクの着用、手指消毒の実施を義務付けた。保健所のイ
ンフルエンザ届出数が警報レベルの期間中は継続して行った。【結果】イ
ンフルエンザの職員罹患数は平成 24 年度 28 人、平成 25 年度 26 人とほ
ぼ同数であった。インフルエンザの院内発生は、平成 24 年度の 20 人から
平成 25 年度は 5人に減少した。インフルエンザのアウトブレイクは平成
25 年度発生しなかった。【考察】職員罹患数から 24、25 年度ともインフル
エンザの流行は同様の状況で発生していたと考えられる。その中で 25
年度、院内発生患者数が 5人へ減少したことは、今回実施した対策が効果
的であったと考える。

P1-10-2 重症心身障害児（者）病棟におけるライノウイ
ルス・コロナウイルス感染症の流行

○
ま つ だ しゅんじ

松田 俊二
NHO 愛媛医療センター 臨床研究部

重症者病棟ではしばしが感染症の流行が見られる。メタニューモウイル
ス・パラインフルエンザウイルス・RSウイルスなどは重篤な感染症を
引き起こすが、比較的頻度は低い。しかし、鼻水・微熱などの軽い症状の
感染症「かぜ症候群」は 1年を通じて病棟内で発生が頻繁に見られる。こ
れら流行の病原ウイルスについて検索を行った。微熱・鼻水を示す患者
から鼻腔ぬぐい液を採取し、RT�PCR・培養および Luminex�Abott シス
テムにより病原ウイルスの検索を行った。臨床経過や一般検査結果は各
患者のカルテを参照した。検索の結果、ライノウイルスとコロナウイルス
が主に検出され、各流行の病原ウイルスと考えられた。ライノウイルスは
10 月 12 月と 8月の流行から検出された。感染者は病棟内で急速に拡大し
たが、症状は微熱と鼻水程度でほとんどの患者は数日で軽快した。一般検
査では軽度の変化が見られる程度で、重篤な合併症も見られなかった。コ
ロナウイルスは 11 月～12 月にあった複数病棟内での「かぜ症候群」小流
行から採取した検体から Luminex�Abott システムにより検出された。症
状は微熱程度で数日で回復し、重篤な合併症はみられなかった。流行時に
感染者数は多くなかったが、複数の病棟に連続して発生し、2種のコロナ
ウイルスが交代・同時流行を繰り返しながら流行していた。重症者病棟
では軽い「かぜ症候群」を引き起こすライノウイルスやコロナウイルスが
頻回に持ち込まれ、流行していることがわかった。重篤な症状はなかった
が、持ち込みと病棟内流行防止につき注意が必要と考えられた。
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P1-10-3 重症心身障害児者病棟における感染対策の検
討

○
す ず き きょうこ

鈴木 京子、大島 幹子、内田 靖、加藤 達雄
NHO 長良医療センター ICT

【はじめに】今回、重症心身障害児者病棟（以下「重症者」という。）にお
いてRSウイルスによるアウトブレイクを経験した。この事例を振り返
り、重症者病棟における感染対策を考察する。
【経過】平成 25 年 12 月 29 日初発患者の発生。多床室によるカーテン隔離
の上、飛沫予防策と接触予防策を実施。平成 26 年 1 月 10 日感冒用症状を
呈する患者が 13 名となり、感染管理へ報告が入る。RSウイルス 2名陽性
と判明。個室隔離とし入院受入れ中止とした。1月 14 日保健所へ集団発生
報告を行う。1月 15 日臨時院内感染対策委員会を開催。面会者への感染対
策の協力依頼のポスター掲示・問診票の使用、院内職員への情報提示を
実施。1月 27 日最終発症者。RSウイルス感染症と確定診断をされた 8
名、感冒用症状を呈した患者が 19 名、合計 27 名発生した。2月 10 日収束
と判断し入院受入れ再開。
【考察】重症者病棟入院患者の殆どは援助を必要とし、重症者自身が不調
を訴えることは少なく、また自ら感染対策を実施することはできない。有
症状者に対し袖付きエプロン・手袋の着用としたが、アウトブレイクを
防ぐことはできなかった。アウトブレイク時の手指消毒剤の使用量に変
化が見られないことから、個人防護具の着用を過信し手指衛生が不十分
であったと考えられる。当初は偏った看護チームでの発生であったため
有症状者のケア担当者を限定していたが、他のチームへの発生にまで及
んだ。機能別業務により接触伝播したと考えられる。
【まとめ】手指衛生・個人防護具の適切な使用などの標準予防策を遵守で
きるようにラウンド監視を行わなければならない。また、感染対策だけで
はなく業務内容の確認を行い、感染拡大を防ぐ必要がある。

P1-10-4 がん治療専門病院における肺結核の集団感染

○
もとむら け い こ

本村 景子、若松 朋大、有川 法宏、林 稔展、木葉 勝美、
野崎 要、竹之山 光広、古川 正幸

NHO 九州がんセンター 感染管理室

【はじめに】当院はがん専門病院であり、呼吸器腫瘍科は多くの肺がん患
者を診療しているが、肺炎と肺結核との鑑別診断が困難な症例も稀では
ない。今回我々は、入院 4週間後に感染が判明し、その後集団感染に至る
事例を経験したので報告する。【経過】初発症例は、肺がん術後で、肺瘻
と肺炎の診断で手術を考慮中の 70 代男性。入院時、抗酸菌塗抹陰性で
あったが、入院 28 日目に培養検査陽性で結核菌感染が判明し、結核専門
病院へ転院となった。その後、塗沫検査でG9 号が検出された。51 名の濃
厚接触者を抽出し、接触者健診を実施した。追跡中に同室患者 2名の感染
を確認、1名は接触 3カ月後、もう 1名は接触 6カ月後に感染が認められ
た。遺伝子型解析（VNTR法）では、2例とも初発症例と同一株と判明し
た。さらに接触者健診T－スポット陰性で、追跡リストから外れていた職
員 1名も、初発症例と接触 12 カ月後に同一株による感染を確認した。初
発症例では、喀痰提出から培養結果判明まで 1ヶ月が経過する結果と
なった。初回の喀痰検査に PCR検査を追加することで感染の拡大が防が
れた可能性が考えられ、結核が疑わしい場合には、抗酸菌塗沫が陰性で
あっても PCR検査を実施するよう院内感染対策マニュアルを改訂した。
【結論】入院中に肺結核感染が判明し、集団感染に至った事例を経験した。
肺炎と肺結核は、しばしば鑑別が困難である。早期に PCR検査を行うこ
とや、塗抹検査を繰返しておけば感染拡大を防げたかもしれない。結核が
疑われる場合は、抗酸菌塗抹検査に加え、PCR検査を行うことも考慮して
よいと考えられる。

P1-10-5 院内指針に基づく季節性インフルエンザの持
ち込み防止策

○
み や じ さ と こ

宮地 聡子
NHO 京都医療センター 感染制御部

【背景】
当院では 2012 年 3 月にインフルエンザB型のアウトブレイクが発生し、
問題点の 1つとして院外からの持ち込み防止策が不十分であった点が挙
げられた。この経験から作成した院内指針に基づき実施した持ち込み防
止策の実際について報告する。
【方法】
1．職員に対する対策：全職員が勤務時にサージカルマスクを着用。勤務
開始前の看護職員の健康チェックの実施。
2．入院患者に対する対策：入院患者の入室前の体温測定を含む症状観察
とアナムネ聴取。
3．面会者に対する対策：ポスター掲示・面会許可証を運用した面会制
限、手指衛生とサージカルマスクの着用。
【結果】
看護職員の勤務開始前の健康チェックを行うことで早期受診に繋がり、
発熱症状の無いインフルエンザ発症を発見することが出来た。入院患者
に入室前に体温測定を含む症状観察とアナムネ聴取を行うことで、入室
前に患者のインフルエンザ発症を発見できた事例が複数あった。また、イ
ンフルエンザを発症した人との接触歴を確認することで、入院後の感染
対策に繋げることが出来た。面会者へ向けたポスター掲示・面会許可証
を運用したことで、インフルエンザの疑われる発熱などの症状のある面
会者が、入院患者に接触することを防ぐと共に、面会者に手指衛生とサー
ジカルマスクの着用の徹底が行えるようになった。
しかし、2013 年 2 月、翌 2014 年 1 月にインフルエンザA型のアウトブレ
イクが発生したが早期に対応でき、感染拡大を防ぐ事が出来た。
【結論】
2012 年 3 月のアウトブレイクを活かした、院内指針に基づく持ち込み防
止策を行う事で、インフルエンザの院外からの持ち込みを減らし、感染拡
大の防止に繋がった。

P1-10-6 結核患者早期発見のためのアクティブサーベ
イランスの取り組み

○
あ さ り な ほ こ

浅利 菜穂子、高野 周作、妹尾 正子、守屋 任、村山 加奈子、
菊池 善愛、駒井 信子、横内 裕佳子、上村 光弘

NHO 災害医療センター 看護部

【はじめに】当院には結核病床がなく、結核が判明した外来患者や入院患
者については結核病床のある医療施設への転院をしている。近年高齢者
の結核患者の増加に伴い、当院でも入院患者で結核と診断されたケース
が過去に十数件あり、中でも結核診断までに時間を要した場合は接触者
を増やし結核感染のリスクを増大させる結果となった。よって ICTとし
て結核患者を早期に発見し、結核感染のリスクを最小限にとどめるべく
結核アクティブサーベイランスを開始した。【方法】入院中の患者で、長
期にわたる発熱、咳嗽、喀痰、血痰、結核の既往を持つ患者などを病棟看
護師がスクリーニングして該当する患者を ICTに報告する。報告された
患者は ICTミーティングで精査の要不要を検討し、必要な場合は喀痰塗
抹検査や胸部レントゲン写真の撮影等主治医に依頼する。検査結果は
ICTで再度評価した。【結果】2013 年 9 月より開始し、全入院患者 11833
名中報告のあった患者は 26 名（2014 年 5 月現在）。結核患者の発生はな
い。報告された患者は発熱症状が主で、1名だけ過去に結核の既往があっ
た。【考察】サーベイランスを開始して半年以上が過ぎ、ICTに報告され
た患者数は少なくなかった。アクティブサーベイランスを実施し、客観的
な視野に立った項目で評価することで、普段意識しにくい「結核」という
観点からスクリーニングをすることができた。その結果 26 名中結核に罹
患している患者はいなかったことより、病院全体の結核患者の早期発見
の一方法となったと考えられる。
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P1-10-7 重症心身障害者病棟におけるインフルエンザ
のアウトブレイクを経験して

○
かけみず と も こ

掛水 智子
NHO 帯広病院 感染対策室

【はじめに】インフルエンザウイルスの流行は、例年 11 月から始まり 1～
3月にピークを迎えその後減少していく。今回、5月に重症心身障害者病
棟においてアウトブレイクを経験した。終息までの経過と課題を報告す
る。【経過】発端者は職員であったが、10 日間で患者、職員合わせて 13
名に感染が拡大した。地域での流行はなく、1例の持ち込みから始まる院
内感染だと推測された。患者全員に予防投与を行い終息に向かった。【考
察】患者自身が感染防止行動をとれない重症心身障害者病棟において医
療従事者の確実な感染対策が重要である。しかし、実際の現場では正しい
知識が浸透されていないことや、知識があってもすべての必要な場面で
の実践が不十分であり、適切な感染対策が行われていなかったことが感
染拡大の原因と考える。

P1-11-1 ICT 薬剤師と病棟薬剤師の連携による抗菌薬
適正使用への取り組みについて

○
ふくもと やすゆき

福本 康之、柴田 晋弥、上田 真也、稲葉 真実、加藤 三矢子、
平松 万葉、早川 裕二、内野 達宏、稲吉 隆行、小山 一子、
薄 雅人、江崎 友彰、野呂 岳志

NHO 静岡医療センター 薬剤科

【はじめに】当院では感染制御チーム（以下、ICT）薬剤師は 1名であり、
積極的に抗菌薬適正使用に介入している症例は一部にとどまっている。
その理由としては感染症分野に精通している薬剤師の不足があり、その
ため介入できる症例数には限界があると考えられる。そこで、ICT薬剤師
と病棟薬剤師が連携することにより、より多くの症例に介入できるよう
な体制を構築できるよう取り組んだので報告する。【方法】1．指定抗菌薬
届出書を ICT薬剤師が確認し、その後病棟薬剤師に渡す。2．週に 1回、
各病棟の抗MRSA薬とカルバペネム系薬の使用患者一覧を病棟薬剤師
に配布する。3．ICT薬剤師が週に 1、2回抗菌薬使用モニタリングを行い、
介入が必要と判断した症例に対して報告書を作成し、病棟薬剤師に配布
する。そして病棟薬剤師に介入を行ってもらう。4．薬剤科内で ICT薬剤
師による抗菌薬の勉強会を月 1回以上開催する。【結果】抗MRSA薬の
TDM実施率の上昇、カルバペネム系薬の使用量の減少、緑膿菌のカルバ
ペネム系薬の感受性率の上昇、抗菌薬長期使用患者数の減少などが一部
見られた。また病棟薬剤師による抗菌薬適正使用への介入症例も増加し
た。【考察】ICT薬剤師 1人だけで全症例に介入することは困難であり、
薬剤科全体で抗菌薬適正使用に関わる体制を構築することが大変有効で
あると考えられる。そのため薬剤師 1人 1人の抗菌薬の知識の向上が必
要不可欠であり、まず何よりも抗菌薬へ興味を持たせることが大事であ
る。薬剤科全体で抗MRSA薬やカルバペネム系薬への介入も積極的に行
えるようになったことから、ICT薬剤師と病棟薬剤師の連携により抗菌
薬適正使用に介入する体制は構築できたと考えられる。

P1-11-2 当院での指定抗菌薬の使用状況について

○
い け だ ま さ し

池田 雅司、酒向 あずみ、吉田 誠也
NHO 霞ヶ浦医療センター 薬剤科

【目的】当院ではMRSA治療薬 5種、カルバペネム系 3種、ニューキノロ
ン系 3種、計 11 種類の抗菌薬を指定抗菌薬としている。しかし使用後の
経過に関して詳細を把握できない状況であった。そこでこれらの薬剤が
適正に使用されているか調査することとした。【方法】平成 25 年 4 月から
平成 26 年 3 月までの 1年間、指定抗菌薬の使用量や期間を集計した。ま
た起因菌を同定した患者に対して、適正に薬剤が使用されていたかを調
査した。【結果】指定抗菌薬を使用している患者に対して起因菌の同定検
査、また同定された起因菌に対する薬剤感受性の検査を実施している割
合はどちらも少なかった。指定抗菌薬の使用期間は 14 日未満が多く、14
日を過ぎて使用する割合は低かった。薬剤別使用量では、カルバペネム系
のメロペネムが最も多かったが、耐性菌の検出率は低かった。しかし
ニューキノロン系のレボフロキサシンに関しては一部の患者でレボフロ
キサシン耐性の緑膿菌が検出されていた。MRSA治療薬の使用頻度は少
なかった。また起因菌の同定検査及び薬剤感受性検査を受けているにも
かかわらず、耐性を示す薬剤を継続して使用している例もあった。【考察】
起因菌の同定および起因菌に対する薬剤感受性が判明するのに 3日から
1週間を要する。そのため指定抗菌薬を使用する際に起因菌の同定を積極
的に行っておらず、処方医の経験則やガイドラインに基づいて使用して
いると考えられる。しかし一部の薬剤では耐性菌が出現していることか
ら、指定抗菌薬を使用する際の起因菌の同定や薬剤感受性検査を実施し、
またそれによる薬剤変更の提案を行う必要がある。

P1-11-3 抗菌薬ラウンド導入による抗菌薬適正使用の
取り組み

○
こばやし か な

小林 加奈、小西 友美、中村 卓巨、近澤 香織、雲井 直美、
飯田 真由美、松永 千歳、杉山 佳代子、西 治世、中野 学、
井端 英憲

NHO 三重中央医療センター ICT

【目的】当院 ICTでは、抗菌薬の適正使用を推進する目的で、2013 年 4
月より月 2回の抗菌薬ラウンド（以下、ラウンド）を開始した。今回、ラ
ウンドの成果を評価し報告する。【方法】特定抗菌薬（抗MRSA薬、第 4
世代セファロスポリン系薬、カルバペネム系薬、ニューキノロン系薬）を
1週間以上使用中の患者を対象に ICTラウンドを実施、抗菌薬の使用方
法を検討し、必要に応じて主治医に抗菌薬の変更や投与終了を要請した。
ラウンドの評価は、2012 年 4～7 月と 2013 年 4～7 月の各 4カ月間の特定
抗菌薬使用状況を比較検討し、更にラウンド開始後の月別の介入後処方
変更件数を継続的に評価した。【結果】開始 4ヵ月間のラウンド件数は 39
件、対象となる処方は 41 件で、ICT介入後に処方変更・投与終了となっ
た件数は 22 件（53.7％）であった。4―7月期における特定抗菌薬使用人
数�入院患者数は 2012 年度が 0.55％、2013 年度 0.76％と増加傾向を示し
たが、 同期間の特定抗菌薬平均使用日数は 9.8 日から 9.1 日へと短縮し、
14 日以上使用人数�特定抗菌薬使用人数も 14.3％から 13.9％へと減少傾
向を認めた。継時的評価では、主治医の処方変更率は 4月 28％が 7月に
は 50％まで徐々に増加した。【考察】ラウンド実施後に狭域抗菌剤への変
更や長期投与の回避が行われ、ラウンドの有効性が示唆された。しかしな
がら、特定抗菌薬の選択基準や用法用量などの投与設計については更に
啓発していく必要があると考えた。
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P1-11-4 広域抗菌薬の届出率向上に向けた薬剤科の取
り組み

○
なかむら た く み

中村 卓巨、小林 加奈、小西 友美、近澤 香織、雲井 直美、
飯田 真由美、杉山 佳代子、松永 千歳、西 治世、中野 学、
井端 英憲

NHO 三重中央医療センター ICT

【目的】三重中央医療センター（以下当院）では、広域抗菌薬の一部を特
定抗菌薬とし、該当薬剤を使用する際には使用理由をコメント別に入力
する届出制システムを導入している。届出制にすることは、医師の抗菌薬
処方への意識向上に役立つとともに、許可制でないため必要な症例に対
しては速やかに使用できるメリットがある。当院では、2012 年 3 月に電子
カルテ（HOPE�EGMAIN�GX）を導入した際に特定抗菌薬がコメント入
力に関わらずオーダーできる仕様になったため、導入以前の届出率 100％
が、導入 2ヶ月後には 39％にまで落ち込んでしまった。そこで我々薬剤
師は、抗菌薬適正使用の推進を目指して、届出率の改善に取り組んだので
報告する。
【方法】対象は 2013 年 3 月以降に特定抗菌薬が処方された全症例。方法は
特定抗菌薬の届出率とその背景因子を以下の 3期で評価した（1）電子カ
ルテ導入直後（2）ICT薬剤師が個別に届出依頼を施行した時期（3）特定
抗菌薬選択時に注意喚起がポップアップするようにシステムを改修した
時期
【結果】電子カルテ導入後は処方後にコメント入力依頼を提示するように
システムを改修したが、届出率は 50％台前後を推移していた。薬剤師が
電子カルテ掲示板や院内メールを活用して個別に届出を促す活動を行っ
た時期は、届出率は最大で 69％まで改善した。電子カルテで注意喚起の
仕様変更を施行した後は、届出率 86％となり更に上昇傾向である。
【考察】入力依頼だけでは届出率は向上したものの継続性は不安定であ
り、届出制の定着にはシステム上での注意喚起の工夫が有効であった。し
かしながら、届出率と広域抗生剤の使用頻度に相関はなく、若干の考察を
加えて報告する。

P1-11-5 当院におけるTEIC投与患者の肝機能障害事
例に係るリスク因子の検討

○
な と り ゆ う こ

名取 裕子1、齋藤 京之2、坂内 英樹1、板垣 礼香1、小山田 光孝1

NHO 仙台医療センター 薬剤科1、NHO 仙台西多賀病院2

【はじめに】TEIC は、VCMと同じグリコペプチド系の抗MRSA薬であ
る。副作用として、肝障害、腎障害、聴覚障害等があげられるが、複数の
比較試験のメタアナリシスの結果、VCMより有意に腎障害の発現率が低
いことが報告されている。今回、TEIC 投与時にファモチジンによる薬剤
性が要因と疑われる肝機能悪化、TEIC の血中濃度の高値となった事例を
経験したので報告する。【症例・経緯】70 代男性。MRSAが喀痰、創部よ
り検出されたため、当院薬剤科でTEIC 初回シュミレーションを行い、
TEIC の投与を開始した。投与数日後、TEIC の血中濃度は高値、肝機能
の急激な悪化が認められたため、TDM解析を行い、その結果TEIC を休
薬することとなった。肝機能障害の要因として併用薬のファモチジンに
よる副作用が疑われたため、ファモチジンの投与を中止したところ、翌日
から肝機能値の改善がみられた。【考察】ファモチジン投与および投与中
止による肝機能値の変動は顕著であり、肝機能障害はファモチジンによ
る副作用と考えられた。初回シュミレーションを行っているが、Scr 値を
含む腎機能状態は投与開始から休薬にいたるまで大きな変動はなく、初
回シュミレーションからTEIC 高値になる可能性を予測することは困難
であった。TEIC 高値について、原因の 1つとしてはファモチジンの副作
用による影響が考えられた。【結語】抗菌薬の休薬や変更は、患者の治療
状況に大きな影響を与えることになる。今回の事例を含め、薬剤師として
様々な状況に対応できるように今後も症例を重ね検討していきたい。

P1-11-6 抗インフルエンザ薬の予防投薬の使用状況調
査

○
ふ く だ りょうこ

福田 良子、朴井 三矢、河合 実、玉田 太志、北村 良雄
NHO 京都医療センター 薬剤科

【目的】当院では 2012 年 3 月にインフルエンザのアウトブレイクを経験
し、「インフルエンザ患者に濃厚接触した患者への対応マニュアル」を作
成した。飛沫感染予防策を講じずにインフルエンザ患者と接触した入院
患者（以下、濃厚接触者）に対し、同意を得た上で発症から 12～24 時間
以内に抗インフルエンザ薬の予防投与を積極的に行った。予防投与日数
は原則として最終暴露から 7日間とした。今回予防投与された抗インフ
ルエンザ薬の使用状況と効果について調査したので報告する。【方法】
2013 年 9 月から 2014 年 4 月までの期間にオセルタミビルを予防投与さ
れた濃厚接触者数、予防投与中のインフルエンザ発症者数、7日間投与さ
れなかった理由、腎機能を考慮した投与量調節について調査を行った。
【結果】予防投与は 296 名に実施され、そのうち 1名が予防投与中にイン
フルエンザを発症した。また投与日数が 7日間未満であったのは 62 名で
あった。中止理由の内訳は、主治医の判断によるものと退院が主な理由で
あった。副作用による中止は 4件のみで、嘔気・嘔吐、下痢、胃部不快感
と全て消化器障害であった。予防投与された患者のうち約 99％は腎機能
に応じた適切な量が投与されていた。【考察・結語】濃厚接触者のコホー
ト管理や、市中の流行状況を常に把握し、院外からの持込み防止対策（院
内掲示・面会制限・外出外泊制限等）を実施している。これらの感染対策
に加え、濃厚接触者への速やかな抗インフルエンザ薬の予防投与は有効
であったと考える。薬剤師として、腎機能に応じた投与量の調節や副作用
の確認を行うことが、適切な予防投与の実施につながり、感染拡大防止に
貢献できると考える。

P1-11-7 当院 ICTにおけるカルバペネム系抗菌薬の適
正使用に向けた取り組み

○
みずしま あつひろ

水島 淳裕、関谷 潔史、押方 智也子、中野 和明、佐野 睦美、
井上 浩嗣、丸山 浩平

NHO 相模原病院 ICT

【目的】当院 ICTでは 2013 年 1 月よりカルバペネム系抗菌薬（以下CPs）
の長期使用症例（14 日間以上）に対して抗菌薬ラウンドを週に 1度行って
きた。しかし ICTの介入方法がチーム内で確立されていなかった事もあ
り、長期使用症例ラウンド開始前 1年間 CPs 平均AUD30.8、開始後 1
年間 CPs 平均AUD35.2 と使用量減少に一定の効果が得られなかった。そ
こで 2014 年 6 月より CPs 使用全症例の適正使用を目的に届出制を開始
した。今回、ICTが届出の使用理由から介入を行い、それによるCPs 使
用量の変化について報告する。【方法】届出の使用理由を 1．重症感染症の
初期治療 2．培養結果よりCPs の投与が必要 3．先行抗菌薬が無効 4．そ
の他 の 4つに大別した。（1）1．では CPs 投与前に血液培養、感染臓器
からの培養が提出されているかどうか、また提出がある場合は培養結果
と臨床経過よりDe�escalation が可能であるか、（2）2．では原因微生物に
対してCPs の選択が適切であるか、（3）3.4．ではその理由が妥当である
か、以上（1）～（3）について ICTで介入を行った。使用量の変化につ
いて 2014 年 6 月から 2014 年 8 月まで 3ヶ月間の CPs 平均AUDを
2012 年、2013 年同月の CPs 平均AUDと比較した。【考察】抗菌薬の適正
使用において抗菌薬投与前の適切な培養の提出は必須であり、De�escala-
tion を行うためには原因微生物の同定が必要である。届出の使用理由か
ら ICTが介入を行う事は原因微生物探索のための培養提出率の向上や
De�escalation 施行率の上昇、更には不必要なCPs 投与症例の減少に効果
的であると推察された。
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P1-12-1 病理標本における免疫染色による BRAF 遺伝
子変異（V600E）同定の検討

○
あぶかわ た か こ

虻川 貴子1、真山 晃史1、高橋 真紀1、齋藤 邦倫1、神 大貴1、
佐々木 香穂1、成田 弘1、櫻田 潤子2、武井 英博3、
杉村 美華子4、岩渕 正広4、武田 和憲5、鈴木 博義1,2

NHO 仙台医療センター 臨床検査科1、
NHO 仙台医療センター 病理診断科2、
米国テキサスメソジスト病院 病理�分子病理3、
NHO 仙台医療センター 消化器内科4、NHO 仙台医療センター 外科5

【はじめに】BRAF の V600E 変異は悪性黒色腫や甲状腺乳頭癌、大腸癌な
どで検出されており、大腸癌では約 15％に変異が認められる。現在当院
では、BRAF 遺伝子変異同定検査は院内で直接シークエンス法による
DNA解析を行っているが、今回 BRAF（V600E）抗体が販売されたので、
シークエンス法よりも簡便かつ短時間な免疫染色法による BRAF 遺伝
子変異（V600E）同定の検討を行った。
【材料】ホルマリン固定パラフィン包埋した大腸癌組織切片で、直接シー
クエンス法で BRAF（V600E）変異が検出された症例（以下V600E＋）、
変異が検出されなかった症例（以下V600E－）各 10 例。
【方法】使用抗体はスプリングバイオサイエンスの抗変異型 BRAF（V600
E）抗体、使用機器はロシュダイアグノスティックス株式会社の自動免疫
染色装置ベンチマークXT、検出用キットは ultraView DABユニバーサ
ルキットを使用した。抗原賦活化はCC1 バッファーで 98℃60 分、一次抗
体は 200 倍希釈で 37℃16 分間反応させた。結果は染色強度により 0から
3＋でスコア化した。
【結果】V600E＋ではスコア 0 : 0 例、1＋：3例、2＋：2例、3＋：5例、
V600E－ではスコア 0 : 2 例、1＋：5例、2＋：3例、3＋：0例であった。
スコア 1＋以上を陽性とすると感度 100％、特異度 20％、2＋以上では感
度、特異度ともに 70％、3＋以上では感度 50％、特異度は 100％となった。
【考察】今回の検討では、確実にV600E 変異を同定するにはスコア 3＋以
上を陽性とすべきだが、感度の低さに問題があると考えられた。
【まとめ】BRAF 変異の検出は今後多くの腫瘍に対する分子標的薬治療で
重要なコンパニオン診断となると考えられるため、更に染色条件の改良
を重ね、至適条件確立のための検討を続けていきたい。

P1-12-2 膠芽腫におけるメチル化MGMT検出の試み

○
じん だ い き

神 大貴1、高橋 真紀1、齋藤 邦倫1、虻川 貴子1、真山 晃史1、
佐々木 香穂1、櫻田 潤子2、成田 弘1、鈴木 博義1,2

NHO 仙台医療センター 臨床検査科1、NHO 仙台医療センター 病理診断科2

【はじめに】膠芽腫は最も悪性度の高い浸潤性星細胞腫であり、予後は極
めて不良である。治療として外科的切除，放射線治療，化学療法が行われ、
化学療法ではテモゾロミド（TMZ）が標準治療薬として用いられている。
このTMZに対してDNA修復酵素であるMGMTは抗腫瘍作用を弱め
るが、MGMT遺伝子のプロモーター領域にメチル化がある症例では
MGMT遺伝子の発現が抑制されるため、TMZによる化学療法の成績が
良好である。その結果生存期間が延長するとされている。MGMTのメチ
ル化の有無は予後推定に重要であり、今回当院でMGMTのメチル化が
検出可能であるか検討した。
【対象】2012 年 6 月から 2014 年 3 月までに、当院で膠芽腫と診断された
10 症例。
【方法】ホルマリン固定パラフィン包埋ブロック（FFPE）からDNAを抽
出し、バイサルファイト処理（非メチル化シトシンのみをウラシルに変換
させる）後、メチル化，非メチル化に対する 2種類のプライマーを用いて
PCRを行い、PCR産物をアガロースゲル電気泳動し、増幅パターンから
メチル化の有無を判定した。
【結果】10 症例中 2例（20％）でMGMTのメチル化を検出できた。
【考察】今回当院でFFPEからのMGMTのメチル化が検出可能であるこ
とがわかった。しかし原発性膠芽腫の 40％でMGMTがメチル化されて
いるといわれるのに対し、今回の結果は 20％であり、検出率は低かった。
これは症例数が少ないことや検出感度が低い可能性があり、さらに検討
していきたい。現在はMGMTに対する免疫染色が広く行われているが、
免疫染色の結果と予後が一致しないという報告もあることから、今後は
今回の結果と免疫染色を対比させ、メチル化，非メチル化症例での染色性
の違いについて検討を行いたい。

P1-12-3 移植腎生検標本作製の現状

○
み く に ま さ き

見國 真樹1、宇田川 学1、吉田 春彦1、梅田 泰司1、
西村 友紀子1、福木 昌治2、杉谷 篤3、高橋 千寛4

NHO 米子医療センター 臨床検査科1、
NHO 米子医療センター 循環器内科2、NHO 米子医療センター 外科3、
NHO 米子医療センター 泌尿器科4

【はじめに】当院における移植腎生検標本作製の現状について報告する。
移植腎には、様々な病態（拒絶反応、感染症、薬剤腎障害、還流障害など）
が発生し、移植腎を調べる検査で最も情報の多い検査が腎生検である。正
確な移植腎の病理診断を行うには、HE染色、特殊染色、免疫染色など、
良質な標本作製が要求される。治療方針を決定するためにも迅速に病理
診断を行うことが重要である。院内実施するにあたり、検体処理の条件、
免疫染色の条件などを検討した。【方法】2012 年 7 月以前は、外部委託に
て標本作製、病理診断を行っていた。2012 年 7 月以降、院内で移植腎生検
の標本作製、病理診断を行っている。検体処理は次のように行っている。
A．検体採取（顕微鏡にて糸球体の確認）B．20％中性緩衝ホリマリンに
て固定 C．密閉式自動包埋装置（Tissue�Tek VIP6：サクラファイン
テック）D．包埋 E．薄切 F．染色（HE染色、特殊染色、免疫染色）
G．病理診断。工程ごとに、ホルマリン固定、密閉式自動包埋装置、薄切
りなど検討課題については検討し修正を行った。【まとめ】標本を作成す
る上で、工程ごとの検討課題を克服することで、標本作製に要する時間は
短縮しえた。生検採取より、24 時間以内に、HE染色、特殊染色標本は病
理医への標本提出が行え、翌日中には、病理医と臨床医で討論を行うこと
ができるようになった。外部委託と比べ、検体提出から結果報告までに要
する時間が短縮され、病理医と臨床医での討論もできるようになり、移植
腎生検の検査の質を向上させるとともに、検査の迅速化が図れた。今後更
に、現状より迅速な標本作製の検討、免疫染色の染色時間の短縮化などを
検討課題として取り組んで行きたい。

P1-12-4 当院てんかん外科手術における病理組織標本
作製の特徴

○
う め と よしゆき

梅戸 克之、佐藤 裕子、竹下 昌利、齊藤 祐子
国立精神・神経医療研究センター 臨床検査部

【はじめに】てんかんに対する外科治療の実施施設は限られているが、当
院は、本邦でも有数のてんかん外科手術件数の多い施設であり、病理検体
も年間約 50 例の提出がなされる。また、当施設では摘出される組織が 50
mmを超える大型な組織検体もあり、迅速かつ質の高い病理組織標本作
製のためには丁寧な作業と技術が必要である。【目的】当院てんかん外科
手術による組織検体の処理から標本作製までの方法を報告する。【方法・
結果】摘出組織は、1度の提出で終了となる場合もあるが、数回から数十
回に及ぶ場合もある。検体提出後、直ちに病理医の指示により、マクロ写
真の撮影後、凍結用、パラフィン包埋用、電顕用の切り出しを行う。大半
の例は診断・研究双方に用いられる。パラフィン包埋用検体はパラフィ
ン包埋用組織の切り出し後、カセットに詰め、固定（4％パラホルムアル
デヒド）2日間→脱脂→自動固定包埋装置（固定、脱水、脱脂、パラフィ
ン浸透）→包埋（パラフィンブロック）→薄切（HE染色と免疫染色用 6
μm、クリューバー・バレラ染色用 8μmで薄切、また、組織の大きさに
よっては温浴式パラフィン伸展器や濾紙などによるパラフィン切片の皺
のばしを行う。）→染色（HE染色、KB染色、自動免疫装置による免疫染
色（GFAP））の工程を経て病理組織標本完成となる。【まとめ】脳組織検
体の標本作製までの工程は一般組織と異なる作業部分も含み、細かな作
業を要する。高い診断精度維持のためにも、迅速に質の高い病理標本を作
製できるよう丁寧な作業や技術を磨くことを心掛け、てんかん治療への
重要な役割の一端を担ってゆきたい。
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P1-12-5 銅片加メセナミン銀液を用いたボディアン染
色代替法の検討

○
さいとう ひ ろ き

齋藤 広樹1、若林 僚1、荒川 文子1、永井 信浩1、樋口 久晃1、
田島 秀昭2、當銘 良也3、石田 剛1

国立国際医療研究センター国府台病院 中央検査部1、
NHO 水戸医療センター 臨床検査科2、
つくば国際大学 医療保健学部 臨床検査学科3

【はじめに】ボディアン染色は神経病理学的分野において重要な染色法の
一つであるが、染色に使用できるプロテイン銀が製造中止状態であり、実
施できない状況にある。そこで、我々はボディアン染色に代わる染色法を
検討した結果、銅片加メセナミン銀液を使用した神経原線維染色法を考
案したので報告する。【材料および方法】20％中性緩衝ホルマリン固定後、
パラフィン包埋された小脳と大脳の 8μm切片を用い、同一ブロックから
作成した本法とボディアン染色の染色態度を比較した。メセナミン銀液
の処方は 3％メセナミン水溶液 25ml、5％硝酸銀水溶液 2.5ml、蒸留水 20
ml、5％ホウ酸水溶液 2.5ml、1％ゼラチン水溶液 0.5ml、銅片 1枚（約 2
g）とした。還元液は蒸留水 100ml にヒドロキノン 1gとホルマリン原液
5ml を加えた液とした。脱パラフィン後、銅片加メセナミン銀液に切片を
入れ 60℃のふ卵器内で、切片が茶褐色になるまで約 3時間反応、次に還
元液で 10 分間反応、その後はボディアン染色と同様の手順で実施した。
【結果】今回考案した新しい染色方法では、組織背景は赤褐色、核は暗褐
色、神経細胞体は赤褐色、神経原線維は黒色、軸索は黒色、神経原線維変
化は赤褐色、老人斑は赤褐色に染色された。染色性は全体的にやや淡くは
あるが、ボディアン染色とほぼ同様の染色態度を示し、各組織構造物の判
別は十分可能であった。【まとめ】銅片加メセナミン銀液を用いた神経原
線維染色法を考案した。ボディアン染色と比較すると、染色性が淡く若干
コントラストに劣っているが、プロテイン銀が使用できない現状ではボ
ディアン染色に代わる神経原線維染色法として本法を用いることができ
ると考えられた。

P1-12-6 子宮内膜細胞診における LBC法（Sure Path
法）の有用性

○
やました ひ ろ き

山下 大貴1、瀧口 淳子1、鈴木 詠子1、藤本 貴美子1、小畑 茂1、
立山 義朗1、新甲 靖2、則松 良明3

NHO 広島西医療センター 研究検査科1、
NHO 広島西医療センター 産婦人科2、愛媛県立医療技術大学 臨床検査学科3

【はじめに】今回われわれは子宮内膜細胞診での液状処理細胞診法につい
て、LBC PREP（以下 LP，武藤化学社）法とBDシュアパス（以下 SP，
日本 BD社）法について、どちらが有用性が高いか検討を行ったので報告
する。【対象・方法】当院産婦人科にて同意が得られた 40 歳から 79 歳
（平均 57.9 歳）の患者 25 例を対象とした。方法はソフトサイトにて採取さ
れた子宮内膜細胞をスライドガラス上に直接塗抹後、先端ループに残っ
た細胞を LP法の保存液容器内に入れ、回収した。その後、その保存液を
均等に分け、LP法と SP法とで各々の手順に従い標本作製した。LP法と
SP法はOsaki Study Group 式判定様式にて判定を行い、その内訳は増殖
期 2例、分泌期 1例、萎縮期 19 例、EGBD（内膜腺間質破綻）2例、ATEC�
US（意義不明；内膜異型細胞）1例であった。LP法と SP法において対物
10 倍で任意の 10 か所を撮影し、50 個以上の細胞集塊で構成される細胞
集塊について、その数を計数した。また、対物 4倍で任意の 10 か所を撮
影し、細胞集塊の長径を算出した。統計学的有意差はMann�Whitney
の U検定を実施した。【結果】細胞集塊数は SP法（2.6±2.2 個，p＝0.001）
が LP法（1.9±1.3 個）よりも有意に高値であり、細胞集塊長径も SP法
（313.5±324.7μm，p＝0.006）が LP法（245.6±203.6μm）よりも有意に高
値であった。【まとめ】SP法は LP法に比し大型の細胞集塊が認められる
ことが明らかとなり、有用性が高いと考えられた。

P1-12-7 高粘稠性検体を用いた細胞診スメアとセルブ
ロックの免疫染色の検討

○
あ か し め ぐ み

明石 恵実、村田 行則、鳥羽 希和子、松本 聖也、穴水 康太、
中村 晃太、須賀 拓也、長谷川 達朗、土井 誠一、永井 正樹、
飯塚 利彦、猪狩 亨

国立国際医療研究センター 中央検査部門

【はじめに】婦人科腫瘍と消化管腫瘍の腹膜播種の鑑別には免疫染色が不
可欠である．しかしそれらのうち粘液産生豊富なものは高粘稠性の腹水
を生じるため，腹水細胞診における検体処理や集細胞に苦慮するケース
が多く免疫染色も困難である．今回，そのような高粘稠性腹水の細胞診ス
メアとセルブロックおよび大網結節の組織検体を用いて免疫染色の検討
を行ったので報告する．【方法】盲腸癌患者より提出された高粘稠性腹水
検体で細胞診スメアとセルブロックを作製し，同時提出された大網結節
を比較対象としてMUC2，CDX2，p53，CK20 等の免疫染色を行い染色性
を比較した．【組織所見】大網結節は大量の粘液中に異型細胞が小集塊を
呈し，印環細胞も一部見られ，粘液腺癌の播種所見であった．セルブロッ
クでは粘液を含む異型細胞が孤立散在性に認められ，小集塊も認められ
た．【細胞所見】粘液を背景に，核形不整，偏在核，明瞭な核小体を有す
る悪性細胞集塊を多数認め，腺癌を推定する細胞像であった．【結果】セ
ルブロックおよび大網結節と比較して，細胞診スメアでは非特異反応ブ
ロッキング操作を行っても，粘液内抗原MUC2 は背景粘液にも強く共染
し判定困難であった．核内抗原CDX2，p53 は共染が少なく良好な結果と
なった．細胞質内抗原CK20 は核内にも共染し判定困難な細胞が多く認
められた．【考察】セルブロックは作製時集細胞が困難であったが，免疫
染色等の追加検索が可能であり，また細胞診と比較してより診断に有用
な染色結果を示した．集細胞が難しい高粘稠性検体において細胞診にセ
ルブロックを併用する事でより正確な組織型推定を行う事が可能である
と考える．

P1-13-1 心臓カテーテル検査介助の心理的負担の緩和
を目指して～マニュアル・チェックリストを
導入して～

○
か ね こ ゆ か

金子 由佳、久保田 彩香、田村 真麻、小山 啓子
NHO 埼玉病院 看護部CCU病棟

【目的】当循環器病棟は一般床にCCUを 4床有しており、24 時間緊急心
臓カテーテル検査を施行している。病棟看護師が検査介助を行い、夜間帯
は医師と看護師の 2人となる場合もあり、検査介助そのものに対する漠
然とした不安、患者急変に対する恐怖心を各自が抱えていた。そこで検査
介助未経験者の心理的負担の緩和を図るため、検査介助用のマニュア
ル・チェックリストを新たに作成し、アンケートにより評価した。【研究
方法】（1）マニュアル・チェックリストの作成（2）マニュアル・チェック
リストをもとに対象者が自己学習を実施（3）アンケート実施（4）トレー
ニング 3回実施（5）アンケート実施【アンケート実施期間】平成 25 年 4
月～10 月【対象者】CCU・循環器病棟の心臓カテーテル検査介助未経験
看護師（新卒 5名、既卒 5名）【アンケート結果及び考察】アンケート結果
より、マニュアル・チェックリストにより学習内容が明確になり学習へ
の動機づけになった、統一した指導を受けられたとの意見が新卒・既卒
看護師共に 80％以上であった。しかし、検査介助に対する不安、急変に
対する恐怖心はトレーニング前後で変化が見られなかった。侵襲が多く、
急変の可能性が高い検査だからこそ常に緊張が強いられ、完全に消失す
ることはない。これらの結果より、少しでも不安を軽減する為には、事前
からどんな事態が起こりうるか予測し、シュミレーションとトレーニン
グを組み合わせて実施することが重要であると考える。【結論】マニュア
ル・チェックリストの導入により学習への動機づけにはなったが、心理
的負担を完全に緩和することはできなかった。
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P1-13-2 当院手術室における新人看護師教育の現状

○
ながはま ひろかつ

長濱 弘勝、大塚 幸代、山本 真世
NHO 豊橋医療センター 看護部手術室

【目的】手術看護師が新人看護師に期待することと、新人看護師が考え
る手術看護師が期待することから、新人看護師教育に生かす方法を考察
する。【研究方法】1．方法手術室看護師 16 名に自由記記述で回答を求め
た。また、新人看護師へインタビューし逐語録におこした。2．研究期間：
2013 年 5 月～2014 年 4 月 3．分析方法：調査で得たデータを意味内容に
従って分類しコード化しカテゴリー化した。【結果】1．手術室看護師が新
人看護師に期待することは【良好な人間関係作り】【職場が変化する】【確
実な業務・技術の習得】だった。2．新人看護師が考える手術室看護師が
期待することは【良好な人間関係作り】【確実な業務・技術の習得】だっ
た。【考察】手術室看護師が新人看護師に期待することと、新人看護師が
考える手術室看護師が期待することは【確実な業務・技術の習得】【良好
な人間関係作り】が共通した。新人看護師は【確実な業務・技術の習得】
として「しっかりと器械出しや外回りができる」を考えた。【良好な人間
関係作り】は、インタビューで人間関係の不安について「今、振り返ると、
このことがあったからこそ頑張って覚え、 今の自分がいる」と対処した。
新人看護師が【確実な業務・技術の習得】し、手術室看護師が、新人看護
師が【良好な人間関係作り】ができる環境を整えることが必要である。
【結論】1．手術室看護師が新人看護師に期待することと、新人看護師が考
える臨床看護師から期待されることは【良好な人間関係作り】【確実な業
務・技術の習得】が共通した。2．しかし、両者には【職場が変化する】
期待についてギャップがあった。

P1-13-3 新採用者の離職防止をめざした多職種合同研
修の取り組み

○
きたざわ た か こ

北沢 貴子、竹下 多美、木ノ下 智康、浅野 直也、金子 康彦、
田中 由利子、伊藤 眞奈美、町屋 晴美

国立長寿医療研究センター 看護部

【はじめに】看護部では、クリニカルラダーを用い、能力に合わせた目標
の提示及び卒後継続教育を実施している。看護職は就業前の期待と就業
後に経験する現実の間のギャップによってリアリティショックを受ける
ことが多い。他の医療職においても、基礎教育と臨床現場の乖離が大きく
職場適応がなかなかできない。さらに当院は看護師以外の医療職の新採
用者数が少なく、同期同士で相談しあうことが難しい現状である。そこ
で、自分だけでなく多職種の同期も同じ悩みを抱えていることを共有し
問題解決の糸口を見つける。そして交流を図り、自己を振り返る機会を持
ち、離職防止につなげられることを目的とし研修を行った。【方法】平成
25 年度、新採用者に対し採用後 6ヶ月・12 ヶ月の「振り返り研修」を多
職種合同研修とした。研修内容は、6ヶ月評価と今後の課題の明確化、新
人職員としての悩みの共有、ヒヤリハットをグループワークを通して共
有した。【結果・考察】6ヶ月研修では、半年の頑張りに対し、部署スタッ
フからメッセージカードが送られ、涙する研修生もいた。「悩んでいるの
は一人ではないと実感した」「周囲のサポートの温かさを実感できた」看
護師以外の職種から「半年を振り返るきっかけとなり自分自身を見つめ
なおすことができた」「今後も他の職種も参加してコミュニケーションを
図っていけたらと思う」という前向きな意見が聞かれた。25 年度は採用後
6ヶ月からの多職種研修であったが、26 年度は 4月の新採用者オリエン
テーションから多職種と交流をもてる研修を計画し、今後も看護職だけ
でなく医療チームのメンバーとして支え合い、離職防止へつなげられる
研修を計画していきたい。

P1-13-4 新人看護師支援体制の充実に向けた取り組み
報告

○
いしやま

石山 いずみ
NHO 大分医療センター 看護部

当院では「離職者がゼロにならない」「プリセプターが負担感を感じてい
る」ことをどうにかしたいと悩んできた。そこで、平成 25 年度、新人看
護師支援について更に新しい取り組みを取り入れた。まず、教育担当師長
は、採用予定者へ国家試験の激励はがきを送り応援・歓迎の気持ちを伝
えた。平成 22 年度から実施している新人看護職員採用前研修には他部門
探検を導入してみた。どの部門も歓迎の雰囲気で迎えてくれ「『困った時
には頼って下さい』と声をかけてもらい嬉しかった」という反応が新人看
護師達からあった。また、副看護師長対象に新人看護職員育成の重要性に
関し法的な背景も含め説明する時間を持った。副看護師長会では新人教
育チームが編成され、全看護師対象に新人看護師育成に関する学習会を
開催した。各部署では、新人支援チームが編成されチーム全体で支援する
バックアップ体制が強化された。教育委員会では、プラスのフィードバッ
クに心がけながら、緊張せず学べる研修になるよう努めた。教育担当師長
の日々の活動として、平成 23 年度から導入したポートフォリオの日々の
振り返りシートを毎日の部署ラウンド時に目を通し必ずメッセージを残
した。気になる記述があれば現場へフィードバックし、機を逸しない対応
ができるよう活動した。現場からも多くの情報をもらうことができた。こ
のように、部門を越えて多くの協力が得られたことが影響してか 25 年度
の離職者はゼロとなった。プリセプターからは「自分一人で背負っている
という負担感を感じることなく役割遂行できた」という反応が得られた。
今後の課題としては、引き続き、チーム全体で育てる環境作り強化に取り
組みたい。

P1-13-5 入職1年目看護師の社会人基礎力の傾向

○
い り え あ ゆ み

入江 愛由美、岩内 美恵子、卜部 美代、倉本 昭子、
木下 日出美

NHO 長崎病院 看護課

【背景】看護師は、基礎学力や専門知識だけではなく、職場や地域社会で
多様な人々と関わっていくために社会人基礎力が必要である。今回、入職
1年目看護師の社会人基礎力を評価し、その傾向が明らかとなったので報
告する。【目的】当院における入職 1年目看護師の社会人基礎力の傾向を
明らかにする【方法】1．対象者：1年目看護師 8名。2．ACTyナース新
人コース「看護職員として必要な基本的姿勢と態度」の行動目標を社会人
基礎力の 3つの能力、12 の能力要素に分類し、該当年度の 6月、10 月、
2月に評価を行う。3．社会人基礎力評価表を作成し、2月に自己評価を行
う。4．倫理的配慮：院内の倫理委員会にて承認を得た。【結果・考察】1．
3つの能力は『前に踏み出す力（アクション）』『チームで働く力（チーム
ワーク）』『考え抜く力（シンキング）』の順で高かった。2．12 の能力要素
では、チームワークの中の「発信力」が一番低く、院内新人研修で学んだ
内容を看護実践の場で活用できていないことが解った。研修と病棟での
機会教育の連動が必要と考える。3．シンキングの要素の 1つである「創
造力」は年間を通して、点数の上昇が著しかった。受け持ち看護師として
患者を担当し、看護観をまとめることが創造力の向上につながった可能
性もある。4．チームワークでの「ストレスコントロール力」が全ての能
力要素の中で最も高かった。プリセプターや他の看護師からの支援によ
りストレス発生源に対応できていることが推測された。【まとめ】今後は、
入職直後から社会人基礎力の定期的な評価と面談を年間教育計画に入
れ、社会人基礎力を高められるように取り組んでいきたい。
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P1-13-6 社会人経験のある新人看護師への指導に対す
る指導者の思い

○
の な か あ き

野中 安希、石崎 淳子、高田 景子、吉原 美香、高嶋 綾香、
谷野 奈瑠美、梅田 正宗

NHO 相模原病院 循環器・リウマチ・HCU病棟

【はじめに】社会人経験のある新人看護師（以下A群とする）の就職が増
えている。自分たちの指導経験では、A群に対する指導は社会人経験のな
い新人看護師（以下B群）に対する指導と比べ精神的負担を感じることが
多かった。そこで、指導者がどのような思いでA群への指導をしている
のか調査したので報告する。【方法】H.24～25 年度にA群を担当した実地
指導者 11 名を対象とし、インタビューを行い、逐語録としてカテゴリー
化した。【結果】11 名のうち社会人経験のある指導者は 5名である。A
群を担当した指導者の抱く思いは、【1 : A 群に対して感じた違い】【2 : A
群を特別視しない】【3：指導そのものに対しての思い】【4：指導体制に対
する思い】【5：その他】の 5つに分類できる。【1】のサブカテゴリー〔期
待とのギャップ〕は全て社会人経験のない指導者からの意見である。【2】
のサブカテゴリー〔違いを感じない〕は 85.7％が社会人経験のある指導者
からの意見であった。【考察】A群に対する思いは指導者自身の背景によ
り左右される。社会人経験のない指導者は「社会人経験」に対する期待が
あり、現実とのギャップを感じている。一方で社会人経験のある指導者は
「社会人経験」を特別視しない傾向にある。また、【2】よりも【1】の意見
が多く、指導を通じてB群との違いを感じやすい。指導の際にA群に対
してこのような思いを抱きやすいことを指導者自信が理解する必要があ
る。予め認識しておくことで、指導に対する精神的負担を軽減することが
できると考える。また、指導者を支援する側も指導者がこのような思いを
抱きやすいことを踏まえて支援を行っていく必要がある。

P1-13-7 新人看護職員研修の構築への取り組み

○
い い だ ま ゆ み

飯田 真由美、今泉 光子、林 久子
NHO 豊橋医療センター 看護部

【目的】当院では、新人看護師の職場への適応を促すとともに、自分で考
え、看護実践ができる人材の育成を目標に、新人看護職員研修の内容を見
直し構築を図ってきた。平成 23 年度から 3年間の実施内容を振返り、成
果と課題を報告する。【方法】〈1．新人看護職員の職場適応支援〉入職直後
は段階的に職場に慣れ、仕事を覚えていけるよう、各看護単位のローテー
ション、配属部署のシャドウイング、逆シャドウイングを導入した。また、
入職後約 1ヵ月は、技術演習を毎日 2時間ずつ行い、技術面への不安の軽
減とともに、新人看護師同士が顔を合わせ、つながりを持てるようにし
た。〈2．実践能力の育成〉就職後 6ヵ月以降にはACTy評価で習得でき
ていない看護技術の学習支援や、状況に応じた看護実践を自分たちで考
えるシミュレーション研修を設けた。〈3．研修環境の整備〉指導体制およ
び標準進度の見直しと周知、実地指導者の育成、教育研修室等ハード面の
整備を行った。【結果】ACTyナースによる実践能力の評価結果は見直し
前に比べ上昇がみられた。新人看護師からは、「段階的に仕事を覚えるこ
とができた」「必要な技術を学ぶことができた」「患者に必要なケア、何が
できるのか考えていく」等の意見が聞かれた。しかし、現場での業務が本
格的に始まる時期には性急さや技術への不安によるストレスがみられ
た。【まとめ】病院の方針としての標準進度、集合研修は、新人看護師の
適応、実践能力習得に適したものとなったと考える。現場では新人の環境
への適応より、業務を覚えることが優先される面が残っているため、さら
に新人看護職員研修の考え方を浸透させ教育計画・方法の改善を図るこ
とが課題である。

P1-14-1 慢性呼吸器疾患看護認定看護師の役割遂行上
の課題―平成25年度に受けた相談内容に着
目して―

○
あ き た かおり

秋田 馨、中原 博美
NHO 東京病院 看護部

【目的】慢性呼吸器疾患認定看護師がより効果的にその役割を遂行するた
めの課題を明らかにする。【方法】平成 25 年度に受けた相談の内容を検討
し、コードを作成した。続いて、これらのコードを意味内容の類似性に基
づき分類し、カテゴリ化した。また、これらのカテゴリに含まれるコード
数の記述統計値を算出した。【結果】85 相談内容コードを得た。上述の手
続きを踏まえ、これらのコードから 10 カテゴリが形成された。10 カテゴ
リは、「NPPVのマスクフィッティング（26 コード 31％）」、「酸素や呼吸
器等のデバイス使用（25 コード 30％）」、「HOT導入患者への教育内容
（8コード 9％）」、「終末期患者の意思決定への支援（7コード 8％）」、
「NPPV導入患者への教育内容（5コード 6％）」、「急性増悪を繰り返し再
入院する慢性呼吸器疾患患者への教育内容（5コード 6％）」、「喘息患者へ
の教育内容（4コード 5％）」、「在宅人工呼吸器導入患者家族への教育内容
（2コード 2％）」、「口腔ケアの方法（2コード 2％）」、「終末期の家族ケア
（1コード 1％）」であった。【考察】10 カテゴリを概観し、慢性呼吸器疾患
認定看護師の役割遂行上の課題が 2点明らかになった。第 1は、看護師
が、NPPVのマスクフィッティング等、呼吸器疾患患者への看護実践に直
結する技術を修得できる方策を検討することである。第 2は、慢性呼吸器
疾患患者教育の内容およびその方法の標準化を図ることである。

P1-14-2 認定看護師�専門看護師が行う事例検討会の効
果に関する考察

○
おかたに あや

岡谷 綾、坂木 晴世、山田 奈央、本田 頼子、江川 綾、
武田 由美、鈴木 裕美、二神 智子、伊藤 幾代

NHO 西埼玉中央病院 看護ケア推進室

【背景】当院には、認定看護師（CN）7分野 9名と専門看護師（CNS）1
分野 1名が在籍している。CN�CNSの熟練した看護技術と知識を還元し、
看護師のアセスメント、看護計画立案と実施及び評価のスキルの向上を
目的として、平成 24 年 10 月より事例検討会を実施した。事例検討会につ
いて振り返り、その効果と課題について考察した。【方法】事例検討会は
毎月開催した。受講者のレベルは、Basic、Mid�Level、Advance の 3
段階とした。事例検討会は、グループワークと講義で構成し、ファシリ
テーターは他分野のCN�CNSが務めた。終了後、アンケートを実施した。
【結果】全ての受講者が、アセスメント、計画立案と実施および評価のス
キルが、「とても向上した」または「向上した」と回答した。受講者は、
事例を深く考察する過程で、自身が経験した事例と重ねて看護を振り返
り、「自分が関わった事例だったので、どうすればよかったのか考えるら
れた」「看護の視点が変わった」「他の事例にも応用できる」と記述してい
た。【考察】CN�CNSが介入する事例は複雑な問題を抱えた事例が多い。
事例検討会では、問題の捉え方や、ケアの選択など、専門的な知識と技術
を駆使した事例を多く取り上げている。その結果、受講生は立場や視点を
変え、事例を多面的に捉え、看護を深く考察できていると考える。また、
受講者のレベルを明確にし、事例の難解さや講義内容のレベルを合わせ
たことは、受講者の満足度を高めたと考える。今後は、事例検討会が臨床
看護実践のスキル向上に、どう貢献できているかを評価する必要がある。
【結論】CN�CNSによる事例検討会は、CN�CNSの熟練した看護技術と知
識を還元するための有効な手段である。
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P1-14-3 急性期混合病棟におけるがん性疼痛看護勉強
会の取り組み―アンケート・ポストテストか
らみる今後の課題―

○
ほ し の む つ み

星野 睦美、廣田 尚美
NHO 横浜医療センター 看護部

【はじめに】急性期病院混合病棟において看護師のがん性疼痛看護に関す
る知識向上を目的に勉強会を開催した。開催後のアンケート、ポストテス
トの結果より、今後の課題を見出したので報告する。【方法】対象：消化
器内科・泌尿器科混合病棟看護師 30 名。内容：1．がん性疼痛看護に関す
る勉強会を全 3回実施 2．アンケート 3．ポストテストの結果から勉強会
の評価を行った。アンケート、ポストテストは無記名とし個人が特定され
ないよう配慮した。【結果】対象者の経験年数は平均 7年。がん看護に興
味の有無について 12％があまり興味はないと回答しているが、次年度の
勉強会の開催について全員が希望すると回答している。ポストテストの
結果は 20 点満点中、平均 5点。最高 13 点。最低 0点。白紙解答 2名であっ
た。【考察】対象病棟は、日頃からがん性疼痛看護を実践しているため、
対象者は基礎知識を持っているものと想定し、その知識をさらに深める
ことができるよう勉強会内容を検討した。アンケートでは、次年度も全員
が勉強会開催を希望しており、看護を提供する上で必要な知識を深める
ために勉強しようという意欲がうかがえる。しかしポストテストでは、対
象者ががん性疼痛看護に関する知識を深めたと言える結果は得られな
かった。その要因として、事前に評価せずに対象者の学習準備段階を判断
しており、対象者についての把握が不足していること、指導する側と対象
者との間で基本的知識に関するずれが生じている恐れがあることが考え
られる。【結論】勉強会を開催する際は、1．プレテストなど対象者の学習
準備段階を把握し、ニーズを見出す 2．勉強会内容が対象者のニーズに
沿ったものであったか事後評価を行う。

P1-14-4 排泄ケアの質向上に向けた取り組み～院内排
泄ケア認定看護師（Eナース）を発足して～

○
いいぬま しのぶ

飯沼 忍、岸本 亜衣、東 直子、岡島 治美、岡本 明美
NHO 兵庫中央病院 看護部

［目的］排泄ケアに対する専門性を高め、排泄ケア技術の質の向上を図る
［活動の経緯］神経筋難病患者が多い当院は排泄に最も時間を要しケアに
当たっている事から、副看護師長会のグループ活動として院内認定看護
師Eナース（EXCRETION＝排泄）の教育に取り組んだ。［結果］H23
年度、教育プログラムを作成した。教育プログラムは基礎編、アドバンス
トコース、エキスパートコースの 3段階に分けて作成した。基礎編は、知
識を高める講義を中心とし筆記試験を行う。アドバンストコースは、アセ
スメント能力を高める看護計画立案・実施を行う。エキスパートコース
は、指導能力を高める実践モデルとなり講義を行う。エキスパートコース
に合格するとEナースとして認定した。H24 年度の基礎編の受講者数は、
のべ 127 名であった。そのうち、全 4時間の講義に出席し、受験資格を持
つ 8名が基礎編に合格した。 H25 年度の受講者数はのべ 57 名であった。
そのうち、受験資格を持つ 6名が基礎編に合格した。研修内容についての
アンケート結果では、H24 年度では 127 人中 98 名（77％）が講義の学び
を現場に活かせる、だいたい活かせると答えた。H25 年度では 57 名中 57
名（100％）が講義の学びを現場に活かせる、だいたい活かせると答えた。
［今後の課題］この教育プログラムを継続、活用し、基礎編合格者全員が
アドバンストコースに進み、エキスパートナースを育成していくこと、ま
た、基礎編受講者が学んだ知識を生かし、排泄ケアの質を高める役割を果
たしていくことが必要である。

P1-14-5 院内認定看護師育成コースの実施―より専門
性のある看護を目指して―

○
す み た は る み

住田 晴美
NHO 医王病院 看護部

【はじめに】当院では平成 20 年度より当院の担う政策医療分野において
より質の高い看護実践ができる看護師の育成をめざし、院内認定看護師
育成コースを開始した。平成 23 年度以降は院内認定看護師育成に関する
規則等を整備、各コースのカリキュラムを再構築するなどの体制を整え、
新しいプログラムのもと研修を実施したので報告する。【方法】看護教育
委員会で重症心身障害看護・神経難病看護・筋ジストロフィー看護それ
ぞれの院内認定看護師として求められる資質・能力について明確化し、
その内容をもとに新教育プログラムを作成した。プログラムは 2年課程
で、1年目は講義・演習・院外の研修参加とその伝達講習等、2年目は新
人教育・院内実習・院外実習・学会参加・症例検討・看護研究計画書の
作成などとした。研修の企画・運営は関連病棟の師長・副師長、教育担当
師長が協議して行なった。認定の可否は審議委員会の審議にて決定した。
【結果】旧プログラムでは筋ジストロフィー看護・重症心身障害看護・神
経難病看護において各 1名、新プログラムでは重症心身障害看護・神経
難病看護においてそれぞれ 2名、合計 7名が院内認定看護師の認定を受
けた。現在、筋ジス看護の認定コースを 2名が受講中である。【まとめ】
研修が進行する中でプログラムに不都合が生じた場合は担当者で協議
し、プログラムに修正を加えた。医療・看護の情勢等に対応して常にプロ
グラムを見直ししていく必要がある。また今後は院内認定看護師がスキ
ルを発揮して看護部全体の看護力の向上に向けて活躍できる体制づくり
が課題である。

P1-14-6 重症心身障害児（者）院内認定看護師育成への
取り組み

○
かどわき ち え こ

門脇 知恵子
NHO 兵庫青野原病院 看護師長会 看護課

【目的】重症心身障害児（者）病棟に勤務する看護師が継続して看護の専
門性を発揮するために、院内認定看護師育成制度を構築し、その効果を明
らかにする。【方法】1．重症心身障害児（者）看護の専門領域として、ま
ず「摂食嚥下」を選択し、院内認定看護師教育プログラムおよびテキスト
を作成。2．認定対象：卒後 6年目以上、重心病棟経験 3年目以上、各病
棟看護師長推薦者 3．「摂食・嚥下テキスト」を自己学習し、1）筆記試験、
2）ケーススタディ論文の評価と発表にて認定。4．筆記試験終了後、専門
性を発揮する上で今回の取り組みが効果的であったか質問紙調査を実
施。倫理的配慮：研究の主旨を文書で説明し、不利益にならない事を保証
した。【結果】対象者 15 名、回収率 100％。受験動機は、「上司に推薦され
た」「興味があった」「自分の持っている知識を試したかった」等であった。
テキストの内容は、「大変良かった」「普通」15 名。今回、テキスト配布 1ヶ
月後に筆記試験実施したが、期間については「適切」11 名。自己学習とし
たが筆記試験前の講義については、「必要」6名であった筆記試験受験後の
摂食・嚥下の理解については、「深まった」15 名で、『勉強する機会になっ
た』『復習になった、知識が増えた』などの意見があった。学習した内容は
「今後の職務に活かせる」15 名で、『病棟での後輩指導や実習に応用してい
る』『摂食に関して問題意識を持って関われそう』などの意見があった。
【結論】院内認定看護師制度の導入は、重症心身障害児（者）看護の専門
性を保証し、受験者は自己の知識を確認でき、後輩指導、教育に自信を持
ち専門性を発揮するのに効果的であった。
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P1-14-7 認定看護師として看護師の静脈注射スキル
アップに取り組んで

○
い が り や す こ

猪狩 泰子、山口 美千代、奈良 明子、宮前 尚子
NHO 北海道医療センター 看護部

当院は看護師の静脈注射の実施基準、静脈注射の看護手順、医療安全管理
マニュアル、感染管理マニュアルに沿って注射に関する教育や指導が現
場を中心に行われてきた。しかし、静脈注射の合併症の知識やその対応、
薬剤の特性や取り扱いについては知識、技術に差があり、それらに関する
インシデントが発生している。そこで、当院の静脈注射に関する教育が見
直され、静脈注射を安全に行うための知識、技術、判断について体系的な
教育プログラムが行われることとなった。その中で認定看護師として教
育プログラムの作成から参画し、講義や手技の指導、評価に関わった。研
修後のアンケートの結果では、静脈注射について十分な根拠のもと実践
されているとは限らない状況であることがわかった。当院では細胞毒性
の強い薬剤や循環動態に影響を及ぼす薬剤、麻薬などを使用する患者が
全病棟に入院することもあり、投与管理を安全、確実に行うためにも静脈
注射のスキルアップは必須である。今後は静脈注射に関する知識、技術の
レベルを保ち、さらに静脈注射に関する知識を強化し根拠をもって安全
に静脈注射が行われるよう実践の状況を把握しながら必要な指導を継続
すること。また、注射の手技のみならず、注射に伴う患者、家族のケアや
倫理的な看護実践ができるように指導を行うこと以上の 2点が今後の課
題である。

P1-15-1 交替制勤務が睡眠に及ぼす影響に関する調
査―2交替および3交替の勤務体制別におけ
る年代別の比較―

○
なかがわ あ い こ

中川 愛子、米山 博章
NHO やまと精神医療センター 看護課

【目的】交替制勤務による精神的、身体的疲労に関する先行研究では、勤
務体制の違いによる睡眠時間の違いや年代によって、疲労度や精神的負
担は異なるとするものと、違いは見られないとするものがある。そこで本
研究では 2交替 3交替の勤務体制と年代の違いによる睡眠への影響を調
査し明らかにする。【研究方法】2交替勤務を行う看護師 53 名、3交替勤
務を行う看護師 40 名に平成 25 年 8 月 1 日から同年 9月 17 日に OSA睡
眠調査票MA版を基に因子 1起床時眠気、因子 2入眠と睡眠維持、因子
3夢見、因子 4疲労回復の 4項目に年齢や家族構成、睡眠時間などの項目
を追加したアンケートを実施。その結果を既存のソフトで検定し、平均得
点 50 点と得られた得点を比較し評価、分析を行った。【結果�考察】4項目
の平均値は 2交替勤務が 45.8、3 交替勤務は 40.5 で、3交替の夜勤前睡眠
時間の短さが起床時眠気や入眠に影響を及ぼすことが考えられた。また
因子 3はいずれの病棟においても高く、勤務体制に関係なく浅眠傾向で
あることが分かった。4項目の平均値は 40 代が 45.8、30 代が 43.5 であり、
このことから 30 代は良好な睡眠感が得にくく 40 代は良好な睡眠感を得
ていると考えられる。しかしその結果には男女差、同居家族の有無、睡眠
場所に共通する項目は見られなかった。睡眠因子に影響するものは、男女
差や同居家族の有無、睡眠場所の違いよりも、個人のライフスタイルや病
棟業務の違いの影響が大きいと考えられる。【結論】（1）3交替の勤務前短
時間睡眠では良好な睡眠感を得にくい傾向がある。（2）勤務体制に関係な
く、30 代は良好な睡眠感が得にくく、40 代は良好な睡眠感が得られてい
る傾向がある。

P1-15-2 今こそチームナーシングで看護を見直そう～
看護部の1年の取り組み～

○
まつもと ひ ろ み

松本 洋美1,2、幸野 浩美1、世古 与子2、柿本 由美子1、
中村 しをり1

NHO 大阪南医療センター 看護部1、NHO 神戸医療センター2

【目的】受け持ち制をとる現在の看護方式は、リーダーも育たず、技術・
知識・経験の伴わない新人看護師は過負荷な業務にさらされ、メンバー
すら育っていないのが現実である。チーム医療の一端を担う看護師とし
て、患者、看護職員双方に「安全で安心」な看護を実践していくために、
看護方式の見直しを行った。【方法】レビンの変革プロセスに沿いながら
看護方式見直しの戦略を進めた。解凍の段階で行う工程を明らかにし師
長・副師長と繰り返し話し合い概念図の作成、看護部目標の再設定を
行って行動化できるよう示した。すべき変革への方向が決まり、看護師
長・副看護師長間で共通認識ができたのち、具体的な業務改善方法の検
討へ進んだ。再凍結の工程では、看護師長・副看護師長が意識調査・勤務
時間調査・超過勤務時間・年休消化率・インシデント件数など可視化で
きるデータで示し、評価した。【結果】看護師長・副看護師長が変革を進
めていくあたり、情緒的な動揺を鎮静化するため、勉強会を繰り返し、双
方の認識を同じにしていくことに最も多く時間を費やした。患者の安全
確保で最も重要となるのは、看護師の少なくなる夜勤時間帯である。チー
ムナーシングの業務を考える過程で夜勤時間の検討は重要で、夜勤業務
内容の整理を行い日勤勤務の効率的運用を検討し、15 時間夜勤を選択し
た。またリーダー育成プログラムの見直し、業務計画表、リーダー表の作
成による「ほう（義務）・れん（情報共有）・そう（問題解決）」の実施の
ための道具の統一化をはかった。平成 26 年 2 月より新看護体制完全実施
となった。超過勤務時間の縮減、年休・代休消化率の向上、疲労感の減少
などが見られた。

P1-15-3 Aセンターにおける受け持ち看護師としての
役割の現状

○
さ え き ゆ み

佐伯 由美、工藤 美由紀、大岩 眞由美、森崎 洋子
国立療養所菊池恵楓園 看護部

【はじめに】ハンセン病療養所の多くの入所者は、身体の重複した障害に
より日常生活の困難さ、高齢化による合併症で看護・介護の必要性は一
層増している。Aセンターは、2チーム編成で 6ヶ月毎に交代し、ひとり
の看護師がチームに関係なく 2～4名の入所者を受け持っている。今回、
現在の受け持ち看護方式の充実を図るために受け持ち看護師の活動の現
状を知ることを目的に取り組んだ。【方法】当園の「不自由者棟受け持ち
看護師役割基準」を元にアンケート調査。対象、Aセンター看護師 17
名。結果は、選択項目は単純集計し、記述項目は「役割を果たせていない
要因」を抜き出しコード化しカテゴリー分析する。【倫理的配慮】研究対
象へは、研究協力は任意であり、参加の中断の権利、個人が特定されない
こと、プライバシー保護などを説明し同意を得た。【結果・考察】各看護
師の受け持ち役割基準の項目に対する自己評価の結果に大差はなかっ
た。比較的高い項目は、看護計画の評価・治療やケアの把握等で、評価の
低い項目は、訪問や言葉かけ・信頼関係等で、記録等の間接業務は自己評
価が高く、直接入所者と関わる役割は低い傾向だった。記述項目の「役割
を果たせていない要因」をコード化し、カテゴリーした結果、「看護体制」
「入所者と関わる時間の不足」「入所者とのコミュニケーションの問題」
「入所者の全体の理解」に分類され、これらは、それぞれが影響しあって
いる問題である。【結論】受け持ち看護師役割基準の項目に対する自己評
価に大差はなかったが、入所者に対する直接業務が低い傾向にあり、その
要因は看護体制に起因した時間と対象の理解やコミュニケーション能力
が影響していた。
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P1-15-4 申し送り廃止に向けた活動

○
ふるさわ あ き こ

古澤 明子、米山 五月、永井 智恵子、合津 千恵子、
林 かおる、中原 純子、牛山 祐子

NHO 信州上田医療センター 看護部

［はじめに］日頃から申し送りは平均 40 分かかっており、患者ケアに入る
時間や退勤時間が遅いことが各病棟共通の問題となっていた。副看護師
長として業務の効率化を図る目的で申し送り廃止に取り組んだので報告
する。［目的］1．業務の効率化を図り、患者のケアを充実させる 2．業
務改善により職場環境を整える 3．看護計画と看護記録の充実［方法］1．
全病棟を対象に申し送り開始から終了までをボイスレコーダーを使用
し、3日間録音。2．録音内容の分析。3．申し送り廃止に向けた施行期間
や準備期間を設ける。4．看護師長会で決定後、申し送り廃止。5．1か月
後の評価。［結果］テープおこしの結果、多くはカルテから得られる情報
であった。この結果を可視化し、全看護スタッフに提示した。廃止するた
めには患者の情報をどのように得るか、2ヵ月間検討と準備期間とした。
申し送り廃止の目的、時期、取り決め事項、評価について看護師長会議で
共通認識し、廃止となった。1か月後、ミーティング後、直ちに患者ケア
に入れた、看護記録が充実してきた、効率的に情報収集できるようになっ
たなど評価を得た。［考察］申し送り内容をボイスレコーダーで可視化し、
全看護スタッフに示したことは廃止を決断するために有効であった。ま
た、各病棟で検討するための準備期間を設けたことは、申し送り廃止導入
がスムーズに行えたと考える。1ヵ月後の評価から記録や看護ケアが充実
したという印象を受けるが、今後は取り決め事項が守られているか、看護
計画や看護が見える記録を残すことが課題としてあげられる。これを機
会に受け持ち看護師の役割や看護の質の向上についても副看護師長とし
て指導に繋げていきたい。

P1-15-5 深夜業務における超過勤務調査と業務改善～
看護記録の時間確保に努めて～

○
し ぶ や や よ い

渋谷 弥生、田尻 裕紀子、吉田 恵美、日野 恵子、星野 睦美
NHO 横浜医療センター 看護部

【目的】A病棟で深夜業務における超過勤務時間と業務内容を調査し、超
過勤務の要因を明らかにする。深夜勤務者の超過勤務時間を短縮できる
よう業務改善を実施しその効果を明らかにする。【方法】A病棟で深夜業
務を行う 2年目以上の看護師を対象に深夜業務における超過勤務時間と
業務内容をアンケート調査した。その結果を分析し業務改善を実施した。
業務改善後に再びアンケート調査を行い比較した。【倫理的配慮】アン
ケートは無記名で自由回答とした。【結果】看護師 18 名にアンケート調査
し回収率 81.8％。超過勤務時間は平均 39.6 分。8時 30 分から 9時 15 分の
時間内で深夜勤務者の 50％が看護記録に取り組めない状況であった。9
時 15 分以降は超過勤務している看護師全員が看護記録を行っていた。時
間内に看護記録ができず超過勤務の要因は、ナースコール対応、食事介
助、排泄介助、与薬・注射業務など多重業務であった。そこで、1．深夜
勤務者が時間内で看護記録をする時間確保、2．引き継ぎ短縮化、3．日勤
勤務者の協力体制の強化という改善策を実施した結果、業務改善後は
77.8％の看護師が時間内に看護記録ができた。しかし超過勤務時間は平
均 44.7 分であり、業務改善前 39.6 分と比較し 5.1 分増加していた。【考察】
超過勤務の要因となる多重業務は必要不可欠な看護援助である。しかし
その看護援助に日勤勤務者の協力体制をとったことで業務改善後は
77.8％のスタッフが時間内に看護記録ができたと思われる。超過勤務の
短縮には至らなかったが、引き続き業務改善策を継続し、看護師間の認識
を統一し具体的に実践できるように導いていくことで超過勤務の削減に
取り組んでいきたいと考える。

P1-15-6 療養介助員リーダー業務の見直し

○
たかはし まさとし

高橋 雅俊、木澤 莉奈、廣瀬 公美、松下 剛
NHO 長良医療センター 看護部

【はじめに】当病棟は日勤に療養介助員リーダー（以下リーダーとする）を
配置している。しかし、療養介助員からリーダーは部屋持ちや他の業務も
多くリーダーとしての役割を果たせていないという声があった。今回療
養介助員のリーダー業務を見直すことを目的として、タイムテーブルを
用いて検討し、業務改善を行なったので報告する。【研究方法】期間：平
成 25 年 5 月～12 月 対象：当院勤務中の療養介助員 17 名 方法：リー
ダー業務について業務内容を記録し、タイムテーブルを用いて検討 業
務改善後アンケート調査を実施し、修正後の業務を評価【結果・考察】メ
ンバー経験者 17 名中 10 名（約 59％）がリーダーへ報告・連絡・相談がで
きるようになったと答えており、リーダーからの声かけは 17 名全員が
あったと答えている。リーダー業務経験者 12 名のみをとらえてみると、
12 名中 11 名（約 91％）が部屋持ち業務をなくしたことで各チームの動き
を意識できたと答えている。理由として全体の流れを把握することがで
き、部屋持ちがなくなりメンバーに声かけが多くできるようになったと
答えており、12 名中 10 名（83％）がメンバーから声かけがあったと答え
ていた。このことより、メンバーに部屋持ちなどの業務を委譲し、リー
ダーは療養介助員間の連携に専念することで、声かけを積極的に行え、業
務を円滑に行えるようになったと考える。しかし、メンバーからリーダー
への報告・連絡・相談ができたかについては 17 名中 10 名（約 59％）しか
できたとは答えておらず、メンバーはリーダーほど積極的に声かけをで
きていない状況であった。

P1-15-7 感染症別病棟内ポケットマニュアル導入～統
一した感染対策を実施するために～

○
み ず た た か こ

水田 孝子、金子 侑加、吉田 久美
NHO 東名古屋病院 西3病棟

〔はじめに〕院内感染マニュアル（以下院内マニュアル）は、内容が多岐
にわたり、理解に個人差がある。また、院内マニュアルが必要時に活用で
きず統一した感染防止対策が実施できていなかった。当院で発生率の高
いノロウィルスとインフルエンザについて、病棟に独自のチェックリス
ト形式のマニュアルを以前作成した。しかし、感染性胃腸炎の発生時に独
自のマニュアルの活用度が低かったため、すぐに使える携帯型にするこ
とを検討・導入し感染対策に対する意識調査したことを報告する。〔方
法〕1．病棟スタッフ 27 名に意識変化のアンケート調査 2．携帯型マニュ
アル（ポケットマニュアル）作成、使用後の評価・修正〔結果〕1．勉強
会とテストを受けたスタッフは、100％効果的であった。病棟編成で異動
してきたスタッフは、テストを実施し 50％の理解を得た。2．ポケットマ
ニュアル配布直後は所持率が低かったが、マニュアルの修正と共に声か
けした結果、携帯するスタッフも増えた。また感染に対する認識も向上し
た。〔考察〕ポケットマニュアルを導入し、ポケットサイズで手に取りや
すいことから、以前に比べ感染対策への認識が上昇し、感染症発生時に必
要な行動が迅速にわかるもので効果的であったと考える。
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P1-16-1 高齢入院患者の服薬状況からみた内服薬管理
評価表の適切性の検討

○
く ぼ た ち え

久保田 千恵、宮内 友見、矢野 啓子、小池 咲、豊田 英美、
松田 真紀

NHO 愛媛医療センター 二階病棟

1．はじめに今回、高齢者の服薬管理能力を看護師が正しく評価するため
の基準として、内服薬管理評価表を作成した。この評価表を用いて服薬管
理能力を評価し、その適切性を検討した。2．方法内服薬管理評価表を使
用し評価を行い、自己管理・一日配薬・毎回配薬と配薬方法を決定した。
自己管理・一日配薬の患者に対し、一週間誤薬なく内服できているかを
チェックリストを用いて記録した。3．倫理的配慮本研究の目的・内容・
方法およびプライバシーや個人情報の保護などについて文書を用いて十
分説明を行い、承諾を得た。4．結果研究参加中、自己管理に当てはまる
患者は 9名、一日配薬に当てはまる患者は 4名、毎回配薬に当てはまる患
者は 3名であった。研究参加中、自己管理の 9名一日配薬の 3名の患者は
看護師が内服の声掛けをしなくても、誤薬の発生なく内服することが出
来ていた。しかし、一日配薬の内 1名の患者は内服忘れや、薬はなくなっ
ていたが本人は内服した覚えがないというヒヤリハットが発生したた
め、翌日からは毎回配薬に変更し、研究対象者からは除外することとし
た。5．考察および結論 内服薬管理評価表により決定した配薬方法で、
自己管理に当てはまる全ての患者が誤薬することなく内服管理を行うこ
とが出来た。しかし、一日配薬については持参薬の残数のバラつきや、内
服自己調整、内服忘れの既往、認知症状のある患者の判別が十分に出来な
いことが判明した。今後の課題として内服薬管理評価表の評価項目に、内
服自己中断、誤薬の有無、認知機能を評価する項目を追加し、さらに入院
時のみでなく、入院数日後、病状変化時に再評価する必要がある。

P1-16-2 当病棟における無投薬減少に向けた取り組み

○
はやかわ ゆ う こ

早川 有子、餅谷 望、岡 千聖、竹本 里美、山北 美穂、
堂口 美友紀

NHO 豊橋医療センター 東4病棟

【はじめに】当病棟では無投薬件数が他病棟と比べ圧倒的に多く、病棟独
自の内服管理マニュアルを作成し、無投薬減少に努めてきた。しかし 2013
年から無投薬件数が再び増加しているため、原因を明らかにし、無投薬減
少に向け取り組み、効果があったため報告する。【研究方法】期間：平成
23 年 4 月～平成 26 年 3 月対象者：当病棟看護師 22 名方法・無投薬の
原因についてブレインストーミングを実施しKJ法でまとめる・内服マ
ニュアルの改訂・内服マニュアル改訂後のアンケート調査・インシデン
ト件数の調査【倫理的配慮】アンケートは無記名とし、個人と特定される
表現は行わない【結果・考察】2013 年 4 月～7月までの無投薬件数は 11
件であり、原因は配薬車の確認不足が 7件、指示漏れによる内服セット忘
れが 4件であった。無投薬全体の原因について要因分析した結果「配薬に
対する意識の低さ」「配薬ルールの浸透性の低さ」「業務上の問題」「配薬シ
ステムの問題」があがった。これらをもとに看護師管理の配薬車の無投薬
減少を目指し、マニュアル改訂に加えて確認チェック表の導入にて確認
者の責任の所在を明らかにした。実施後 8月～12 月の無投薬件数は 7件
に減少し、配薬車の確認不足は 1件であった。アンケート結果は全スタッ
フが無投薬に対する意識が上がったと答えた。これは現状の問題点に対
しマニュアルの改訂を行ったことに加え、今回の取り組みが全スタッフ
の無投薬減少に向けた内服管理に対する意識付けとなり、その結果無投
薬件数の減少につながったと考えられる。【結論】今後も内服管理に対す
る調査を継続し、全員が継続して無投薬減少に対して意識づけ出来る様、
定期的に働きかけていくようにする。

P1-16-3 外来で臍ヘルニア治療の説明に対する家族の
理解度と不安内容―絆創膏固定のパンフレッ
トを活用して―

○
み た に や す よ

三谷 靖代、二宮 香織里、楠 佳志子、関 千尋、石井 梨枝子
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 成育外来

【目的】外来で臍ヘルニア絆創膏固定治療に対する患児の家族の理解度と
不安内容を知る．【方法】対象：絆創膏固定の説明を受けた乳児の家族 12
名．期間：2013 年 9 月～11 月．方法：パンフレットでの説明後と再診時
に「臍ヘルニア」「固定の手技」「テープかぶれ」「パンフレットでの説明」の
4項目の理解度，「自宅で実施することの不安の程度」「パンフレットの活
用状況」について 4段階での調査，また各項目についての意見を自由記載
してもらった．各項目を単純集計し，自由記載は類似するものを分類し
た．「テープかぶれ」については家族からの意見を分類した．倫理的配慮：
個人情報保護について口頭で説明，アンケートの投函をもって同意を得
た．【結果・考察】初診時の理解度は 4項目とも 12 名（100％）が理解で
きた・概ね理解できていた．説明後は自宅での実施にやや不安を感じた
のは 5名（42％）で手技についての不安であった．再診時，手技に対する
不安をやや感じたのは 2名（17％）であった．手技に慣れてきた事とパン
フレットの活用状況で，活用した 9名（75％）少し活用した 3名（25％）
の全員が活用している事から，指導内容を自宅で再確認でき不安の軽減
に繋がったと考える．テープかぶれについては全員が理解できた・概ね
理解できていたが，実際は全員に発生した．テープかぶれが出現すると 4
名（33％）がやや不安・とても不安と感じていた．パンフレットを用い軟
膏を塗りながら様子をみると指導したが再開時期の明記がなかったた
め，テープかぶれの治癒の判断ができず不安が強くなったと考える．【結
論】1．パンフレットでの指導は外来での治療に対する家族の理解につな
がる．2．家族は身体に影響するテープかぶれに対する不安がある．

P1-16-4 PET CT検査説明におけるパンフレットの有
効性

○
こ ま つ や ま り

小松屋 真理、東 直美、神足 真弓、津田 文江
NHO 岩国医療センター 外来

【はじめに】今日の臨床医学では様々な検査が普及しており、医療を受け
る患者にとって検査は不可欠なものとなっている。外来看護師は、検査が
確実に行えるよう働きかける必要がある。しかし、患者への検査説明が不
十分であったため、検査前の処置が理解できず PET CT検査が中止に
なった事例が 3件発生した。そこで PET CT検査の検査説明が有効的に
行えるように、患者用説明パンフレットと看護師用業務手順を作成した。
その有効性を明らかにしたので報告する。【研究目的】PET CT検査の有
効な検査説明を行うためには、医療者の教育と、患者とスタッフに可視化
されたパンフレットを使用することで、検査に対する意思統一ができ、確
実に検査が行えるようになったことの実証。【研究方法】平成 25 年 6 月～
10 月外来看護師 41 名に PET CT検査についてアンケート調査と勉強会
を行った。その後患者説明用パンフレットを作成し外来にて説明を行い
A病院で PET CT検査をはじめて受ける患者 32 名に対し理解度のアン
ケート調査を行った。倫理的配慮として、対象者の研究参加に自由意思を
尊重し、研究の目的、趣旨を説明し同意を得られた場合に参加してもらい
プライバシーの配慮に努めた。【結果】可視化したパンフレットによる説
明を受けることにより、検査説明がわかりやすくなり、97％の患者が理解
を示し検査の中止件数は 0件になった。【考察】看護師に作成した業務手
順作成や患者に対し視覚媒体を取り入れたパンフレットを作成したこと
は有効であったと考える。【結論】患者は可視化したパンフレットによる
説明を受けることにより、検査説明がわかりやすくなった。
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P1-16-5 産科病棟における母乳育児支援の現状～一週
間検診時の褥婦へのアンケートより～

○
こばやし あ や か

小林 彩華、後藤 理恵、中田 朋子、槇本 治美、村上 美佐子、
中島 和枝、石川 千代子

NHO 福山医療センター 看護部

【はじめに】平成 24 年 9 月より産褥クリティカルパスの入院期間を短縮
し、10 月より母乳育児支援の一環である一週間健診を開始した。運用開始
後、現在の指導内容検討を行った。【目的】母乳率上昇を目指し、一週間
健診を含めた母乳育児支援の見直しを行う。【方法】調査期間：平成 25
年 10 月 1 日～平成 25 年 12 月 13 日 対象：A病棟から母子共に退院
し、一週間健診を受診した人工栄養のみの母子を除く褥婦 82 名 調査方
法および内容：1）一週間健診：褥婦の属性、希望する授乳方法、早期母
子接触、入院中の授乳指導、母子同室、退院時の授乳、現在の授乳、一週
間健診の母乳育児指導に対する満足度 2）母乳率の調査：退院時、一週
間健診時、一か月健診時の母乳率の推移を調査、比較した。【結果および
考察】母乳率は、退院時 44.4％、一週間健診時 50.8％、一か月健診時 53.9％
と前回の母乳率調査時より上昇していた。一週間健診の母乳育児指導に
対する満足度は、96.8％と高かった。分娩方法別の母乳率は、退院時、一
週間健診時共に「母乳のみ」「ほぼ母乳」の母親は経腟分娩の場合が多く、
帝王切開で出産した母親では母乳よりミルクの割合が多かった。全体を
みると母乳率は上昇傾向にあるが、分娩方法別の各時期の授乳方法の変
化では、帝王切開はミルクの割合が多いことから、帝王切開でも手術直後
からの早期の乳房ケアを行う必要がある。【結論】1．一週間健診での母乳
育児支援は効果的であった。2．帝王切開で出産した母親への乳房ケアの
見直しが必要である。

P1-16-6 写真付きパンフレットを使用した術前オリエ
ンテーションの効果

○
い と う ま さ こ

伊東 正子1、大下 紗也香1、楠本 有佳子1、柴山 善美1、
安部 千代里1、川西 紀代子1、野中 智恵2

NHO 別府医療センター 看護部 北2病棟1、
NHO 別府医療センター附属大分中央看護学校2

目的：A病棟ではクリティカルパスを用いて術前オリエンテーション
（以下旧OR）を行っているが、患者より「手術後のイメージができない」
等の意見が聞かれた。今回、写真を取り入れたパンフレットを用いて術前
OR（以下新OR）を行い有効性を検証する。
方法：術後 2日目にトイレ歩行ができた予定開腹手術患者を対象とし
た。旧ORと新ORを各 1ヶ月実施。各々術後 4日目にインタビューガイ
ドを参考に術後イメージについて聞き取りを行い、内容をカテゴリー分
類した。対象者には研究目的・方法・個人情報の保護について説明し同
意を得た。
結果：旧OR6 名、新OR7 名の対象者を得た。旧ORグループでは【理解】
【視覚化できていないことに対する疑問】【身におきることへの不安】【内
容の改善】の 4つのカテゴリーが抽出された。新ORグループでは【理解】
【想像】【内容の詳細に関する疑問】【身におきることへの不安】【構成の改
善】の 5つのカテゴリーが抽出された。 写真は術後がイメージしやすく、
毎日確認できた等の声があった。
考察：旧ORの調査で挙がった【理解】は、【理解】【想像】へ変化し、写
真つきパンフレットの使用により手術から帰室時や離床時の状態を術前
に繰り返し見ることができ術後の状態をイメージしやすくなった。旧OR
で挙がった【内容の改善】は、写真の使用、専門用語をさけた表現の改善
や文字の大きさの工夫等で患者にわかりやすい内容となり【視覚化でき
ていないことに対する疑問】が改善され【内容の詳細に関する疑問】【構成
の改善】のようにさらに詳しさや見やすさが求められた。写真を利用した
術前オリエンテーションは術後がイメージでき不安や疑問の解決に役
立った。

P1-16-7 間質性肺炎に罹患し生活する患者の疾患や治
療に対する理解度

○
お お の ま い

大野 麻衣1、大上 静香1、一色 真紀子1、上田 佳代1、
伊藤 千津子1、島田 由美子2

NHO 愛媛医療センター 看護部1、NHO 四国がんセンター2

【目的】A病院では間質性肺炎（以下 IP）患者に対し、主に看護師・薬剤
師が生活や薬剤指導を行っているが、患者から病状の悪化や薬の副作用
に対し疑問の声を聞くことが多かった。そこで患者指導を充実させるた
めに、IP 患者の疾患や治療に対する理解度を明らかにした。
【対象】A病院に入院歴がある IP 患者で、プレドニゾロン（以下 PSL）内
服または酸素療法をしている通院中の患者 16 名
【研究方法】外来受診日に、病状、内服治療、酸素療法に対する理解度に
ついて面接調査を実施し、各質問項目を単純集計した。
【結果】対象は平均年齢 71 歳。酸素療法・PSL内服併用 10 名、PSL 内服
のみ 6名であった。正答率は病状について 43％、予後について 62％で
あった。また PSLの効果については 43％、副作用については 56％であっ
た。どちらも酸素療法・PSL内服併用者の方が PSL内服のみの者より理
解度は高かった。また併用者は何らかの自覚症状があり、80％の者が症状
に対して対処行動をとっていた。
【考察】IP 患者は病状、予後、PSL効果・副作用についての理解度が低
かった。IP 患者は症状が進行してから入院する患者も少なくない。そのた
め、自覚症状が現れた際や SpO2測定値に変化がみられたら、早めに外来
受診するよう指導する必要がある。またその人の病気に対する捉えかた
を理解し、患者がとる対処行動に意味付けをすることで、更に予防行動に
対する意欲が高まると考える。
【結論】1．IP 患者は病状、予後について、PSLの効果・副作用について
理解度は低かった。2．酸素療法・PSL併用者の方が PSL内服のみの者よ
り理解度は高かった。3．併用者は自覚症状が現われており、自覚症状に
対する対処行動をとれる可能性が高かった。

P1-17-1 緊急カテーテル検査患者の受け入れに対する
チェックリスト活用による効果

○
むらまつ み さ

村松 美沙、久能 祐紀、尾崎 由佳、井上 順子、村瀬 律
NHO 静岡医療センター 集中治療部

【はじめに】当院では、緊急カテーテル検査準備がマニュアル化されてお
らず経験の浅い看護師は準備に時間がかかり、内容に不備がみられるこ
ともある。そこで、カテ前処置チェックリストを用いる事で、項目もれが
なく心カテ導入までの時間短縮ができるのではないかと考え研究を行っ
た。【研究方法】救急外来・カテ室看護師を対象に、チェックリスト活用
前と活用後の前処置実施状況及び所要時間をチェックリストよりデータ
収集し前後のデータを比較した。【結果】対象者 43 名、チェックリスト活
用前データが 28 件、活用後が 13 件であった。チェックリスト活用前の全
体の実施率平均が 46.4％に対し、活用後は 70.7％と増加していた。項目
別ではチェックリスト活用前は、モニターの装着、12 誘導心電図の記録、
抗血小板薬の内服が実施率が高く、装飾品の除去、足背動脈のマーキン
グ、陰部保護が低かった。活用後は採血、12 誘導心電図の記録、モニター
の装着、静脈ルート確保、陰部保護が実施率が高く、ヘパリン投与が低い
実施率となった。チェックリスト活用前の平均所要時間は 38.6 分、活用後
の平均所要時間は 51.7 分であった。【考察】チェックリスト活用により、
患者搬送前の物品準備や搬送後の観察・処置が明確になり、経験が浅い
看護師でも実施することができたと考えられる。また、処置の実施・未実
施が明確になり未実施の処置がカテ室で行うことができ、実施率が上
がったと考えられる。チェックリスト活用により、心カテ前処置実施項目
が増えたため、検査前の処置に時間がかかり所要時間が増加したと考え
られる。結論カテ前処置実施状況はチェックリスト活用により向上した
カテ前処置の所要時間は活用後の方が増加した
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P1-17-2 心臓血管外科手術患者に対する ICU術前訪問
の実施と今後の課題

○
は し ば あ や の

羽柴 綾乃、前山 愛子、大川 真佐晃、松井 恵美、帖佐 須美子
NHO 三重中央医療センター ICU

【目的】当院 ICUでは、救急入院患者とともに予定手術患者を受け入れて
いる。その中でも、心臓血管領域の手術患者は他領域の手術患者よりリス
クが高く、生命予後に影響する等の理由から術前の不安は大きいと考え
られる。また、呼吸循環維持の機械類が多く、術後イメージのつきにくい
こともその要因であると思われる。本研究では、パンフレットを用い術前
に ICUの状況、術後の状態について説明し、術前の不安軽減効果と今後
の課題について検討したので報告する。【方法】平成 25 年 10 月 1 日から
平成 26 年 2 月 28 日までに予定心臓血管外科手術で入院した患者 12 名
を対象にし、手術前日にパンフレットを用いて周術期の環境や状況につ
いて説明した。手術後 1週間以内の ICU入室中に、ICU環境や術後イ
メージができたか、入室中不安に感じたこと、術前訪問の必要性等につい
て、言語的コミュニケーション方式でアンケート調査した。【結果・考察】
対象者 12 名中 9名からアンケート結果を回収し得た。術前訪問により
ICUの環境イメージが出きたもの 66％、術後イメージが出きたもの 78％
という結果から、イメージのつきにくい心臓血管外科術後の患者にとっ
て、術前訪問は効果があったと考えられた。必要性についても 77.7％の患
者が、術前訪問はあったほうがよいと回答した。しかし、ICU入室後のモ
ニター音、スタッフの動き、照明の明るさなど術後 ICUの環境面での不
安も多く聞かれ、術前訪問の実施だけでは、患者の不安軽減には繋がら
ず、環境面の整備も必要であると考えられた。【結語】術前訪問は効果的
であったが、ICUにおける受療環境の改善も今後の課題として明らかと
なった。

P1-17-3 フルチェアポジションが人工呼吸器装着患者
の循環動態に及ぼす影響

○
ま つ お ち ひ ろ

松尾 千裕、小池 波美子、坂本 季実子、井上 潤、樫山 節子
NHO 南和歌山医療センター 看護部 救命救急センター

【背景】人工呼吸器装着患者が座位をとることは、酸素化の改善、呼吸器
合併症の予防などの効果が報告されている。今回 ICUベッド（パラマウ
ント エアーマットレスKA�8950）の購入により下肢を下垂させた座位
（フルチェアポジション）がとれるようになった。先行研究において、健
常者のフルチェアポジション時の収縮期血圧の変動はなかったと報告さ
れているが、人工呼吸器装着患者に対する研究はほとんど行われていな
い。【目的】人工呼吸器装着患者に対してフルチェアポジション時の循環
動態の変化を明らかにする。【方法】対象は外傷性気胸、急性呼吸不全な
ど人工呼吸器を装着した 60 代から 90 代の ICU患者 8名。日勤帯で ICU
ベッドを使用し、同患者で半座位 15 分とフルチェアポジション 15 分（血
圧・脈拍・PRP・RR・Spo2・Etco2・TV）の変化を検討した。当院倫理
委員会の承認を得た。【結果】8名中初回でフルチェアポジションを 15
分間実施出来たのは 7名。全員、入院前のADLが自立していた。フルチェ
アポジション中循環動態で中止となった患者は 8名中 1名で、収縮期血
圧が中止基準の 70mmHg以下となった。フルチェアポジション開始前に
比べ PRP変動率が 20％以上の患者は 8名中 2名（1名が 28％の上昇、も
う 1名が 21％低下）であった。また、施行中バッキングや体動により 20
mmHg程度の血圧の変動がみられることがあった。【結論】・初回フル
チェアポジションが最後まで実施できた 7名は入院前のADLが自立し
ていた。・今後フルチェアポジションを施行するにあたり、体動やバッキ
ングのある患者は循環動態に変動をきたす為注意して行う。

P1-17-4 シートポジションの工夫によるCKCへのア
プローチ

○
いいもり ともゆき

飯森 智之、武井 佐和子、笹生 正樹、盆子原 幸宏、東館 雅文
NHO 横浜医療センター ICU

【はじめに】ICUでは寝たきりによるADLの低下や、急性呼吸窮迫症候群
（以下ARDS）をはじめ呼吸器合併症を併発することがある。そこで、早
い段階の重症患者でも侵襲性の少ない呼吸ケア・離床へのリハビリを双
方からとりかかることを課題とし、今回、シートポジションから背面解放
やクローズキネティックチェーン（以下CKC）を実践することで早期離
床につながるか取り組んだ。【方法】HIL－ROM社の『TotalCare』とい
う高機能ベットの特性を活かした受動座位から、背面解放するために、足
底をベット端にしっかり着くようにしてポジションニングした。【結果】
心臓血管外科術後 8～24 時間以内の 4例で実施し、循環動態に影響がな
いか評価した。開始直前に比べ、脈拍変化±5回�m、血圧±20mmg、呼
吸回数±3回�mにとどまり、共通としてどの症例も開始前・中間・開始
後に大きな循環動態の変調をきたさなかった。【考察】今回症例数は少な
く具体的な数値としては結果を残すことができなかった。しかし、術後
8～24 間後でも大きな循環動態への影響は見られなかった。従来の受動座
位と比べしっかり足底をつけることで座位の保持が容易となり、またリ
ハビリの分野においてのCKC荷重位での多関節運動へのアプローチが
可能となる。すなわちADLに対しての直接的なアプローチが可能となっ
たと考えられる。さらなる検討と、患者の年齢や体型に合わせ安全や安楽
面にも考慮し、より工夫をしていく必要がある。

P1-17-5 呼吸ケア・リハビリチームの役割と今後の課
題～頚髄損傷患者の呼吸ケアを通して～

○
さくらい け い こ

櫻井 恵子、鈴木 雪子、宇津野 成美、田中 綾、前田 晴美、
武井 佐和子

NHO 横浜医療センター 救急救命センター

【はじめに】Yセンター救命救急センターでは、平成 24 年度から呼吸ケ
ア・リハビリチーム（以下チーム）が発足し、人工呼吸器離脱や早期離床
に向けての呼吸リハビリテーション（以下呼吸リハ）を医師とともに行っ
ている。平成 25 年度頸髄損傷患者の入院が 3名あり、その内の高位頸髄
損傷患者をチームが中心となり受け持った。この活動を通し、チームの役
割と今後の課題を明らかとするため検討したので報告する。【方法】期間
平成 25 年 10 月 2 日～平成 26 年 1 月 20 日 対象 頸髄損傷患者A氏
方法 A氏の看護記録より後方視的に調査し、経過・介入方法を振り返
り、症例検討した。【倫理的配慮】所属施設の倫理委員会の承認を得て、
患者家族から文書による承諾を得た。【結果・考察】本症例の呼吸障害に
至る病態や合併症である起立性低血圧のメカニズムを理解する事で、呼
吸リハの必要性や具体的介入の方法がわかった。チームが中心となって、
医師に治療方針を確認し、看護師ができる呼吸リハを PT・OTに相談し
計画的に実践した事で、呼吸器合併症予防、早期離床につながったと言え
る。しかし、リハビリ拒否や褥瘡発生があったことから、精神面フォロー
や褥瘡予防への介入が不足していた事、受け持ちしないスタッフは呼吸
リハを実践していないため、勉強会や手順作成が必要だった事が課題と
してあげられた。【結論】この症例を検討したことでチームの役割は、呼
吸リハが必要な病態を理解し、他職種と連携をとりながら実践し、スタッ
フへ周知していく事であると再認識できた。抽出された課題を今後の看
護に活かし、呼吸ケア・リハビリチーム、スタッフ全体のレベルアップを
図っていきたい。
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P1-17-6 生命の危機的状況における患者の家族への関
わりにCNS�FACEアセスメントツールを用
いた検討

○
お お の い く み

大野 育美、今村 成美、林 愛佳
NHO 信州上田医療センター 看護部

KeyWord：急性期・ICU・家族看護・CNS－FACE・家族アセスメント
【目的】ICUにおいて、CNS�FACEを用いた家族アセスメントを行うこと
により、家族への関わり方の変化や看護師個々の意識の変化がみられる
かを明らかにする。【方法】1、A病院 ICUに勤務する看護師 16 名を対象
に事前にアンケートを実施した。2、CNS�FACEスケールの勉強会を行な
い、ICUに入院した患者の家族 24 名にツールを使用しアセスメントを実
施・評価した。3、事後アンケートの実施。事前アンケートと同一内容の
アンケートを事後に実施し、アンケート内容の前後の数値比較を行なっ
た。【結果】SPSS を使用し、検定を行なった。「家族との関わりで困った
こと」のカテゴリーでは 3つの項目で有意差が認められた。「患者の状態
をうまく家族に説明できない」では 0.7％「どのような話をすればいいか
わからない」では 0.2％の割合で「そう思う」と答えた看護師の増加が認
められた。また、「家族にどのような言葉をかけていいかわからない」の
項目では、事後で「あまりそう思わない」と答えた看護師が 0.2％増加し
た。（SPSS Ver : 20）【考察】16 名全員の看護師はクリティカルな場面に遭
遇した家族の対応に困惑する場面があったと答えた。また、家族看護を考
える時間は増えたものの、実際の対応場面においては依然として家族看
護への不安を語る看護師が多くいた事が明らかになった。しかし、スケー
ルを使用することで、看護師個々の家族看護への意識の変化がみられた。

P1-17-7 急変事例から心肺蘇生法教育のあり方につい
て考える

○
か と う よ し お

加藤 良雄、高田 卓也、小澤 章子、梅本 琢也
NHO 静岡医療センター 集中治療部

【はじめに】当院は、BLS・ICLS 教育に取り組み始め 10 年が経過してい
る。看護部におけるBLS受講率はほぼ 100％となり、ICLS 受講者も毎年
20～30 名が受講している。心肺蘇生法普及に関する病院組織も確立され、
定期的な勉強会・講習会も開催されている。今回、急変患者の事例を振り
返り、当院における心肺蘇生法教育の成果および課題について分析し、当
院における心肺蘇生法教育のあり方について考察した。【方法】急変患者
の対応事例の観察内容・記録・聞き取りを実施。収集した情報をよかっ
た点（成果）・わるかった点（課題）に分類。課題の内容から、今後の取
り組み課題について考察した。【結果・考察】良かった点（成果）として
は、「ひとを集める」「胸骨圧迫」「AEDの使用」「対応をメモに残す」「心電
図波形を記録する」などの項目は出来ていた。このことから、心肺蘇生法
教育の成果としてBLSを主体とするテクニカルスキルは一定のレベル
になったと評価した。悪かった点（課題）としては、「適切な気道管理」
「役割分担の明確化」「客観的情報としての記録の記入」「急変に至る前の
予知」などの項目が出来ていなかった。このことから、心肺蘇生法の臨床
活用という点において、講習内容にノンテクニカルスキル（役割分担、記
録の書き方、急変の事前予知など）を取り入れることが重要であると考察
された。【まとめ】心肺蘇生法教育において、テクニカルスキルに偏った
教育では臨床における急変時対応が補いきれない。より臨床に即した心
肺蘇生法の教育を行うには、ノンテクニカルスキルを含めた学習が必要
である。

P1-18-1 JTASを用いた院内トリアージを行ってみて

○
はしもと の ぶ お

橋本 伸夫、加藤 良雄、神野 都志乃、小澤 章子、梅本 琢也
NHO 静岡医療センター 看護部

【はじめに】災害と同様に救急時の医療資源（人、物）と時間は限られて
おり、治療を必要とする患者の緊急性と重症度の判断と治療を、適切・迅
速に行わなければならない。当院は循環器疾患を中心とした総合病院で、
地域の救急医療の一次、二次輪番を担当している。救急部や救命センター
を有していないが、2012 年 4 月から看護師長、副師長が中心となり、時間
外診療時に救急外来患者を対象に JTASを用いた院内トリアージを開始
した。経過および利点と改善点について報告する。【準備】JTASの研修
を受けた麻酔医・集中治療医が救急外来担当者に研修を行う。救急外来
に JTASの緊急度判定支援システムが入ったタブレット端末を設置。【実
施状況】2012 年 4 月から 2013 年 3 月の対象者は 796 人、1日平均 2.2 人。
2013 年 4 月から 2014 年 3 月の対象者は 731 人、1日平均 2.0 人。2013
年 12 月 31 日外科 1次救急当番対象者が 90 人。【利点と改善点】・利点 1．
治療を優先すべき患者様を早く発見し診察ができた。一例を挙げると、一
次輪番日（外来受診患者：140 名）に心筋梗塞の患者がwalk in で受診し
た。多数の待合い患者がいた中で、院内トリアージにより直ちに適切な処
置を行えた。2．看護師のフィジカルアセスメント能力や問診力の向上に
役立った。・改善点 1．トリアージナースが問診するまでの事務手つづき
に時間がかかる。2．時間外だけではなく、24 時間通じての体制作りが必
要。

P1-18-2 救急外来における小児のトリアージ方法を改
善してみて

○
こ し み ず り さ

小清水 里咲、小島 亜侑美、厚海 千加、江田 尚子、菊池 英子
NHO 埼玉病院 看護部

夜間・休日の救急外来受診患者における小児科患者の割合は約 70％で
ある。救急外来のスタッフのうち小児科看護の経験者は数名しかいない
ため、小児患者対応の知識・経験不足がある。医師より小児患者のトリ
アージが行えず、緊急性が高い患者の診察が後回しになったケースにつ
いて指摘を受けた。現状を話し合い、小児患者へのトリアージの知識や必
要性の認識不足が明らかになったため、誰もが必要なトリアージが行え
る方法を検討し、改善を試みた。【方法】1．トリアージ表の作成と救急外
来でのトリアージの実施小児科外来で使用しているトリアージ表を用い
て、待合室で問診を実施。得た情報は問診票に記載してもらうこととし
た。「専門用語がわかりにくい」「大きくて見にくい」との意見があがり、
内容、サイズを見直した。2．小児科医師による勉強会の実施 3．トリアー
ジで緊急・準緊急を判断した患者の問診票の集計 4．トリアージ開始後の
看護師のトリアージの理解と意識の変化をアンケート調査【結果】2ヶ月
間でウォークインした 1289 名中、緊急 18 名（1.5％）、準緊急 15 名（1％）
と判断し、33 件の該当患者を医師に優先的な診察を依頼することができ
た。医師からは問診票に看護師が記載した患者の情報は助かるとの声が
きかれた。また、勉強会の実施、スタッフへの周知により、小児患者への
トリアージ意識が高まったことが分かった。
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P1-18-3 救急外来トリアージナースシステム導入に向
けた取り組みと現状の課題

○
ふ じ い ゆ み え

藤井 由美恵、野村 美紀
NHO 横浜医療センター 救命救急センター 救急病棟

【はじめに】当院は救急医療を担う地域中核病院として 2010 年 3 月新棟
移転し、救急科医師増員や救急外来整備など救急医療体制の充実が図ら
れ救急患者数及び入院率は増加傾向にある。年間約 8300 人の救急外来受
診患者（以下walk�in とする）と同時に救急車搬送患者対応を行っている
が、入院率約 25％を占めるwalk�in 患者の中には緊急度・重症度の高い
患者が混在していることから、walk�in 患者に対する安全な医療の提供の
ため 2012 年 5 月よりトリアージナースシステム導入に向けた取り組み
を開始し、現状から今後の課題を見出した。【方法】1．救急科医師、看護
師を含む他職種でのワーキンググループ発足 2．トリアージ実施基準、患
者来院後のフローチャート作成 3．看護マニュアル作成と看護師教育（勉
強会、ペーパーシミュレーション）4．トリアージ記録用紙作成・運用方
法の検討 5．院内掲示物の作成・救急外来患者集計方法の検討【結果・考
察】トリアージ実施基準を作成し、緊急度判定は JTAS（Japan Triage
and Acuity Scale）を用いた。2010 年 10 月より夜間・休日の患者に対する
試験運用を開始したが患者来院後の流れや連絡方法での混乱が多く、フ
ローチャートを用いて各部門に対する周知を繰り返し、2013 年 5 月から
本運用を開始した。開始から約 1年間が経過した現在、トリアージ算定率
は 52％でありトリアージ未実施理由の多くがトリアージ実施前に診察
が開始されてしまう現状が明らかになった。患者来院後速やかにトリ
アージを実施するため、医師への連絡方法など事務との連携強化と、緊急
度判定をより短時間に確実に実施できるよう、施設の環境や来院患者の
特徴をふまえたトリアージ方法の再検討が今後の課題である。

P1-18-4 救急外来記録に ipad を導入した取り組みに関
する報告

○
たき ゆ か り

瀧 由香利、上野 沙織、有馬 直美、上薗 惠子
国立循環器病研究センター CCU

【はじめに】現在、電子カルテ導入後も記録が追い付かず、救急外来では
紙媒体を使用している施設も少なくない。当院も所定用紙に記録した後
に改めて内容を入力し救急外来記録として電子カルテに反映させてい
た。その結果、転記ミスや電子カルテへの入力遅れが生じていた。また緊
急時に必要な記録ができていないことや、経験年数による内容のばらつ
きを認めていた。これらを解決するため、簡便に記録ができ、情報入力が
スムーズに行える ipad の導入を試みた結果を報告する。【経過】ipad 上、
記録内容を大きく「基本情報、来院経過、来院時の状況、処置、検査・使
用薬品、経過」の 6項目に分類し、各項目に必要とされる記録内容を設定、
ほとんどがチェック式で記録が行えるよう構築した。また、6項目全てを
一画面で確認でき、時間入力もタップだけで入力した時間がそのまま反
映されるよう工夫した。さらに ipad で記録後、電子カルテへ送信する際、
入力漏れがあれば送信不可となる機能を設けた。【考察】チェック式記録
により経験年数による記録内容のばらつきが回避された。また、簡便な入
力のため、検査や処置の実施時間・内容に関する記録の漏れが減少し、時
間的制限のある治療において、救急外来での確実な検査・処置実施時間
が把握できるようになった。転記ミスや重複記録の解消、電子カルテへの
時間差のない救急外来記録の送信がスムーズとなり、病棟入院後の治療
計画に有効と医師からの評価も得られた。【結論】紙媒体での記録におい
て生じていた問題が ipad 導入により解消することができた。ipad 導入は
救急外来診療と、入院後の患者の治療計画についても有効なものである
と考える。

P1-18-5 医師事務作業補助者の救急活動検証票の作成
業務補助による医師の業務軽減について

○
はやしだ

林田 しのぶ、金子 歩、林田 朋子、前田 恵美子、
中島 みづ紀、片渕 茂、江良 正、狩野 亘平、山田 周、
北田 真己、櫻井 聖大、吉田 庸子、橋本 聡、橋本 章子、
原田 正公、瀧 賢一郎、高橋 毅

NHO 熊本医療センター 統括診療部

【はじめに】熊本県は救急隊の医療技術向上のため、救急搬送患者毎にプ
レホスピタルレコードという伝票（以下伝票）を作成した。救急隊が患者
主訴、既往等の情報を伝票に記載し搬入先へ渡し、医師は伝票添付の救急
活動検証票（以下検証票）に患者の診断名と経過を記載し、各消防局へ返
信する。当院は救急車受入が年間約 8500 台で、多忙な救急部医師が検証
票を作成するのは大きな負担であった。当院では医師事務作業補助者（以
下ドクター秘書）が検証票の下書きと返信をすることで、医師の検証票作
成の負担軽減、消防局への返信を迅速化した。【方法・結果】ドクター秘
書導入前は救急部医師が救急外来管理日誌を元に、救急搬送患者を抽出
し、検証票を手書きしていた。2009 年 12 月ドクター秘書導入後、同時に
検証票記入にFileMaker Pro を導入した。ドクター秘書がFileMaker Pro
に入力した診断名、経過等の情報を医師が確認、訂正後、ドクター秘書が
検証票を印刷し消防局へ返信している。それまで医師が約 700 件�月の検
証票の作成に約 24 時間�月を要していたが、ドクター秘書導入後は入力
されたデータを医師が確認し訂正するだけとなり、要する時間は約 3時
間�月となった。2010 年 11 月以降、これまで月単位だった業務を日単位へ
変更。医師の確認訂正は約 5分�日（約 20 分�月）となり、医師の検証票
業務は更に著減し、消防局への返信も迅速化された。【考察】ドクター秘
書導入で医師の検証票業務の負担は軽減された。今後ドクター秘書個々
の業務習熟で、カルテから読み取る診断名、経過の入力内容の向上を図
り、医師の訂正を減少させ、更なる負担軽減につながるよう努めていきた
い。

P1-18-6 救急搬送用ヘリポートの設置

○
す や ま な お き

陶山 直樹、長沼 幸治、西谷 将巳
NHO 浜田医療センター 事務部管理課

〈目的〉過疎地である島根県西部の救急医療の充実、災害時の救命救急の
充実を図ること等を目的として救急搬送用ヘリポートを設置し、平成 26
年 4 月 1 日より運用を開始した。設置方法はかさ上げ式を採用し、病院の
西側 15 メートルの高さに約 21 メートル四方の規模で整備することに
よってドクターヘリだけでなく防災ヘリや海上保安庁の中型機まで離着
陸可能なものなった。〈結果〉ヘリポート設置以前は救急車で 1時間以上
かけて搬送を行ったり、当院から車で約 10 分かかるヘリポートより救急
車を使った患者搬送を行っていた。そのため、島根県西部の救急医療体制
は整備が十分ではなかった。しかし、当院へのヘリポート設置により現場
から救急車で 1時間かかっていたところも搬送時間 15 分まで短縮する
ことができた。また、当院へ直接ドクターヘリの離発着が可能となったた
め、速やかな処置・搬送というドクターヘリのメリットを最大限に活か
せるようになった。〈展望〉4月 1日の運用開始日からドクターヘリによる
救急搬送があり、5月 26 日現在で島根県内と広島県から合計 15 件の救急
搬送が行われている。中国地方 5県は協定を締結しており、県境の隔たり
もなく最も近い拠点からドクターヘリの出動が可能となっているため、
当院でも島根県内だけでなく広島県からの搬送もある。ヘリポート設置
により当院への搬送時間が大幅に短縮されたため、救命率の向上が期待
される。今後は遠方からの患者搬送増加が見込まれており、当院はより広
域の救命救急を担っていくこととなる。さらに、救急患者の受け入れ増に
よる収益増加も期待され、ヘリポート設置は当院と地域社会双方にとっ
てプラスになるものと考えている。
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P1-18-7 オーストラリア救急部門施設見学報告

○
みなかわ ひさし

皆川 仁、黒田 美徳、幸阪 貴子、松村 美絵、鈴木 ひろみ、
奥井 悠友、磯崎 達也、鄭 東孝、菊野 隆明、松本 純夫

NHO 東京医療センター 救命救急センター

救急医療トレーニングセンター補助金事業の一環として、平成 26 年 3
月 9 日から 3月 15 日オーストラリアのメルボルン 3施設、シドニー 1
施設の病院見学を実施した。今回の研修ではトリアージや救急部門がど
のような体制で運営されているか知ることを目的とした。オーストラリ
アでは 1次・2次・3次救急の概念はなく、救急外来は直接来院する患者
と救急車で来る患者を受け入ている。救急病棟では疾患別にベッドが分
類されており、各疾患別にチーム編成されていた。また救急部門ではオー
ストラリア連邦国家標準テキストのカテゴリーを使用し、患者をトリ
アージする。トリアージは 5段階のカテゴリーがあり、1：蘇生レベル、
2：緊急レベル、3：準緊急レベル、4：低緊急レベル、5：非緊急レベルに
分類され診療を行なっている。シドニーの施設ではトリアージ看護師は
救急部門で 3～4年経験し、その後病院に隣接する学校で 1年間の教育課
程を修了した専門看護師がトリアージ看護師として勤務する制度となっ
ていた。トリアージ看護師は数名でローテーションを組み 24 時間体制と
していた。自施設では一定の条件を満たしたものが救急外来のトリアー
ジを行っているが、専従ではない。専従であれば少人数でローテーション
を組むことができ、経験による個人差が少なくなる。またカテゴリーが共
通であれば緊急度・重症度の判定も精度が上がると考える。今後、アン
ダートリアージを防ぎ、オーバートリアージによる診察時間の延長や過
度の検査を減らすために現在活用しているフローチャートの改善につい
て、検討していく必要があると考える。

P1-19-1 緩和ケア病棟における退院調整時の情報共有
に関する取り組み

○
きたむら と も よ

北村 朋代
国立がん研究センター東病院 看護部

【目的】当院の緩和ケア病棟は急性期としての役割を担っており、在宅療
養・転院を目指した支援を行っている。昨年度は全体の 4割の患者で、退
院調整を実現できた。退院調整については、患者の抱える様々な苦痛に対
する支援が必要なため、医師・看護師・薬剤師・栄養士・MSW（以下、
多職種）による多角的な視点での介入が不可欠である。一方で、各職種の
果たしている役割が見えにくいという点と、退院調整時に多職種でのタ
イムリーな情報共有が困難という課題があった。そこで、今回の取り組み
では、各職種の役割調整および、タイムリーな情報共有を実現することを
目的とした。【方法】まず、退院調整時に多職種で共有すべき情報を抽出
することと、抽出した情報の共有方法を決定することを目指し、多職種で
グループディスカッションを行った。その結果、多職種で使用する共通の
ツールとして、退院調整チェックリスト（以下、リスト）の作成に至った。
2013 年 12 月～2014 年 1 月の期間に、退院調整を必要とする患者 21 名を
対象にリストを活用した。リスト活用後の評価を行うために、31 名からな
る多職種を対象に、無記名自記式質問紙調査を実施した。なお、本取り組
みについては、施設長の許可を得て実施した。【結果】質問紙は 29 名から
回収した（回収率 94％）。27 名（93％）がリストを入力したことがあると
回答し、リストの活用は 25 名（86％）が継続した方がよいと回答してい
た。リストの活用により、15 名（52％）は退院調整が円滑に進んでいると
回答していた。【考察】本結果より、リストの必要性が示唆された。一方
で、内容や運用方法については、再度検討する必要がある。

P1-19-2 在宅看取りをした患者の病院・在宅合同カン
ファレンスの取り組み

○
やまもと ま ゆ

山本 真由、横江 由理子、高道 香織、金児 真澄、高梨 早苗、
佐藤 裕美、新美 和代、堤 亜希

国立長寿医療研究センター 中6階病棟

1 はじめに
デスカンファレンスは、緩和ケア病棟などでは一般的であるが、高齢者医
療を中心に担う当院では、ほとんど実施されていない現状であった。高齢
者開発看護ターミナルケアチームを中心に、高齢者の終末期ケアを充実
させるためデスカンファレンスに取り組んだので報告する。
2目的
在宅で最期を迎えた患者のデスカンファレンスを在宅チームと病院チー
ム合同で開催し、高齢者の終末期に求められるケアについて検討する。
3方法
逝去後 14 日目に、間質性肺炎で亡くなった 70 代男性のデスカンファレ
ンスを、「患者の意向に沿えるケアができたのか、ケアの振り返り」をテー
マに開催した。病院スタッフ 19 名、在宅スタッフ 2名、の合計 21 名が参
加した。開催時間は 40 分であった。
4結果
家に帰りたがっていた本人の思い、スタッフの思い、家に帰ってからの様
子、亡くなったときの状況が語られた。病院チームと在宅チームが「家に
帰りたい」患者の思いを共有し連携をとり、ケアの方向性を統一できたか
らこそ、希望を叶えることができたのだと共有することができた。また、
お互いの状況を理解できたことで、スタッフのカタルシスが図られ達成
感に繋がった。
5考察
「家に帰りたい」と患者の希望が明確であったとしても、状態が悪化して
いく終末期のどのタイミングで在宅に移行させるのか病院スタッフが悩
みや不安を感じることは少なくない。デスカンファレンスを行ったこと
で、患者の終末期の希望を早期に確認すること、在宅医療チームと病院医
療チームが患者の希望を共有し連携をとり不安に対応すること、タイミ
ングを逃さず在宅へ移行することが、高齢者の終末期ケアに大切である
ことを再認識することができた。

P1-19-3 がん患者のカンファレンス充実への取り組
み～STAS�J 改変版を作成して～

○
たにがみ ゆ う こ

谷上 優子、田尻 幸子、前田 尚美
NHO 米子医療センター 胸部血管外科 看護部

【はじめに】A病院 B病棟では、がん患者を対象とした STAS�J の評価方
法に沿ってカンファレンスを実施してきた。しかし、終末期を対象とした
STAS�J の評価方法では、がん術後補助療法や、がん再発治療患者の評価
に困難さがあった。また、スタッフによって評価にばらつきがあったり、
患者・家族との関わりが不十分な為カンファレンスが充実していない現
状があった。そこでトータル緩和ケアの向上を目指して、幅広い患者層に
対応するため独自に STAS�J 改変版を作成し、カンファレンスを実施し
た。その結果患者の情報共有が可能になったのでここに報告する。
【方法】STAS�J 評価表の各項目に対する評価基準を簡略化した。また患
者・家族の不安項目に対しては「つらさと支障の寒暖計」を用いるように
した。平成 25 年 11 月から 26 年 4 月まで、患者 110 名に対して STAS�J
改変版を実際に使用しカンファレンスを実施した。B病棟看護師 21 名に
STAS�J 改変版を使用した感想をアンケートした。
【結果】アンケートの結果、対象となる看護師全員が以前の評価方法と比
較して評価しやすいと答えた。評価基準が簡潔になったことで評価がし
やすくなり、看護師間における評価のばらつきが減少した。また寒暖計を
用いることによって、意識的に患者・家族と関わりが持てるようになり、
不安の内容などの心理状態について理解がしやすくなった。そのため、カ
ンファレンスでの患者の情報共有が容易になり、看護の課題・方向性が
明確化し必要なケアの提供に繋がった。
【まとめ】STAS�J 改変版を用いてカンファレンスをすることで、患者の
情報共有がしやすくなり、チームで患者にアプローチすることができた。
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P1-19-4 終末期患者に対するQOLを維持する看護に
ついて～A氏に対する排泄援助を通して学ん
だこと～

○
だ て か お り

伊達 香織、正垣 彩、秋月 利佳
NHO 南和歌山医療センター 4階西病棟

（研究目的）癌転移による疼痛と症状の進行に伴いADLが低下したA
氏に対する排泄援助を通し、その人の望むQOLを維持できるよう関わっ
た看護の考察（事例紹介）患者：A氏 50 代前半・女性。病名：子宮体
癌・転移性脳腫瘍（前頭葉、側頭葉）、肝転移、骨転移（大腿部）、肺転移、
腹部大動脈リンパ節転移に対し骨盤部、胸部への放射線療法を行う（倫理
的配慮）家族に研究目的を説明し、了承を得た。（看護の実際）A氏は、
右大腿部の疼痛、倦怠感、脳転移によるふらつき、放射線療法の副作用を
抱えながら、トイレで排泄する事を希望していた。入院時は付き添い歩
行、歩行が困難となってからは車椅子を使用しトイレでの排泄を行った。
その際、転倒リスクが高いことを伝え、A氏と相談し、その時のA氏の
状態にあった方法を考えた。A氏の苦痛の緩和のため、除痛剤・鎮痛補助
剤を使用し、放射線療法の前後でトイレへ誘導することで移動回数を減
らし転倒を予防した。症状が増強する毎に、カンファレンスを行いチーム
内で統一した看護が出来るようにした。その結果、最後まで自分の望む形
での排泄援助を行うことが出来た。（考察）トイレで排泄を行う事は転倒
リスクを増強させたが、A氏の望む生活を送れるように環境が整えられ
た。A氏の痛みを全て取り除く事は出来なかったが、A氏と相談しながら
最後までトイレでの排泄をできたことは、QOLの維持に繋がったと考え
る。転倒するリスクとA氏の望むトイレ移動の何を重視すべきかジレン
マが生じたが、チームカンファレンスを行い、メンバーの意思を統一でき
た。（結論）QOLを維持できるよう環境を整え、患者本人と相談し安全・
安楽な方法を検討し、日常生活を援助する。

P1-19-5 終末期看護に携わる病棟看護師へのデスカン
ファレンスの心理的影響と教育的効果

○
さ ご う か ず み

佐合 和美1、東 咲希1、丹保 結衣1、中山 夕布子1、落合 明美1、
山下 めぐみ2,5、櫻井 賀奈恵2、谷川 寛自3,5、井端 英憲4

NHO 三重中央医療センター 東7呼吸器病棟1、
NHO 三重中央医療センター 看護部2、NHO 三重中央医療センター 外科3、
NHO 三重中央医療センター 呼吸器科4、
NHO 三重中央医療センター 緩和ケアチーム5

【目的】私たちの病棟は肺癌患者の入院が多く、終末期や臨死期を迎える
患者や家族に対することが少なくない。しかし、就職時までに人の死に立
ち会う経験が少なかった若い看護師が、就職とともに末期がん患者や家
族に看護を提供することは精神的ストレスが大きいと考えられる。今回、
デスカンファレンスが病棟看護師に与える心理的影響と教育的効果につ
いて検討したので報告する。【方法】対象は卒後 2年目以上の呼吸器病棟
看護師 23 名。方法は質問紙調査法で、デスカンファレンス参加後の自己
評価を比較検討した。【結果】ほぼ全員がデスカンファレンスに参加して
良かったと肯定的に評価していたが、自身の未熟さを感じていた。良かっ
た内容は、先輩看護師の心理的葛藤の実際を聞けた事、終末期における看
護のあり方を再考できた事、自分の看護の振り返りができ、その後の看護
に活かせている事、などであった。経験年数別の評価では、経験年数が浅
い程、デスカンファレンスは自身の看護観を語れる場ではなく、同期との
雑談や日々のカンファレンスが心理的ストレスの解放に有効であったと
評価された。【考察】自己のアイデンティティが未確立な若い看護師は、
不安や葛藤に陥りやすく、終末期看護への携わり方に悩むことが多い。さ
らに、自身の感情を吐露出来る場面が制限され、精神的ストレスも増加す
る。そんな時に周囲と協動しつつ、想いを共有しあえる場面を設定するこ
とは重要である。今後、デスカンファレンスで、葛藤していた自分の思い
を語ることや、他の看護師の思いを聞くことのできる場として開催して
いくことは、段階的に自身の看護や他者の意見を肯定的に受け入れる教
育的効果もあると考える。

P1-19-6 デスカンファレンス導入後の終末期看護にお
ける看護師の心理

○
か が は ら あ き こ

加賀原 晃子、渡邊 郁美、濱本 安代、川崎 多恵子、
副島 みどり

NHO 嬉野医療センター 看護部

【背景・目的】2012 年 10 月デスカンファレンス（以下DCと表記する）を
導入し、2013 年 4 月以降 1か月に 1回実施している。DC導入後の患者・
家族の関わりや思いに対しての調査研究は少ない。そこで、DCの参加が
終末期看護への看護師の心理にどのような影響を及ぼすか明らかにする
こととした。【方法】対象：実務経験 2年以上の看護師 16 名。方法：半構
成的面接。期間：H25 年 10 月～12 月【結果・考察】DC参加による影響
について表出された意見を、KJ法により分類した結果、≪家族看護の意
義の再確認≫≪終末期看護への意欲の向上≫≪終末期看護への感情の再
認識と援助の見直し≫≪DC後の終末期看護の在り方と気づき≫≪病棟
体制の問題点への気づき≫の 5つのカテゴリーに分類された。DCでは家
族との関わりを振り返る事が多く、家族看護への思いに変化があった。経
験が 2～4年のスタッフはDCが学びとなり、看護実践に活かしていきた
いという意欲の向上に繋がっていた。終末期看護は、「充実感を得る」正
の感情と「積極的になれない」負の感情の両方が存在し、正の感情を持つ
者が多かった。負の感情を持つ者は「自分の関わりを否定される気持ちを
抱くことがある」ことがわかった。参加回数の少ない者は変化を感じない
者もいた。病棟体制においては、プライマリーナースの役割の重大性や大
切な場面での積極的な参加が再認識され、却ってプレッシャーに感じて
いる者もいた。今後の課題は（1）DCでの振り返りを緩和カンファレンス
に繋げ、生きている患者の看護実践の充実を図る（2）プライマリーナー
スの役割を再確認し、チームナースとの連携を強化し終末期患者・家族
の看護支援の強化を図ることにある。

P1-19-7 全人的苦痛の視点で振り返るデスカンファレ
ンスの効果

○
ひろまつ み な

廣松 ミナ、永田 真由美、須嵜 美香、倉岡 佑圭、森 千鶴子
NHO 大牟田病院 看護部 5病棟

【目的】A病棟は年間 45 名の看取りを行なっている。昨年からデスカン
ファレンス（以下カンファとする）を実施し、看護の評価を行なってきた。
今回、全人的苦痛の視点で患者や家族への関わりを振り返るカンファを
実施し今後の看護に活かすことを目的に本研究に取り組んだ。【方法】対
象者：A病棟看護師 16 名 研究期間：平成 25 年 9 月～11 月 方法：
1．全人的苦痛を記載する「情報シート」を作成した。2．看護師は情報シー
トを用い、それぞれの苦痛に対し効果があったと評価した関わりと不十
分であったと評価した関わりを整理し、カンファに参加した。3．カンファ
後アンケートを行い、回答から課題を明確にし看護に活かした。倫理的配
慮 説明文書を用いて口頭説明を行ない同意を得た。【結果】10 例のカン
ファを実施した。情報シートを記入する過程で「社会的・霊的苦痛が分か
らない」「苦痛がどこにあてはまるかわからない」との意見もあったが、苦
痛の視点を示したことで情報の事前整理ができ活発なカンファに繋がっ
た。アンケートでは患者のニーズに応じた看護実践を振り返り「別の方法
があったのではないか」「あの時、 患者に声をかけるべきであった」など、
今後の課題を見出すことができた。回を重ねるごとに患者個々の思いに
沿った看護実践ができるようになってきた。【考察】全人的苦痛の側面か
ら関わりを振り返りカンファを実施することで、患者のニーズに基づい
た看護実践の不十分な点に気付くことができ、実際の看護に繋がったと
考える。【結論】今後はカンファだけでなく、日頃の看護場面での気づき
を積極的に意見交換し個別の関わりを行い患者の思いに沿った看護実践
を行うことが重要である。
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P1-20-1 ハンセン病療養所の病室で終末期を過ごす患
者の思い インタビューから終末期の思いを
明らかにし看護に活かす

○
か し ま り え

鹿島 理恵、塩田 操、音地 麻美、高橋 久美、内田 千秋
国立療養所長島愛生園 治療センター病棟

【目的】病室で終末期を過ごす患者の思いを知り、患者の語りから看護・
介護に求めていることは何かを知る。【方法】1．1年以上入室中で退室の
目処が立っておらず病棟で終末期を過ごす可能性のあるインタビューが
可能な患者にインタビューする。2．研究期間：平成 25 年 4 月～平成 25
年 10 月。3．プライバシーを保てる個室でインタビュー内容を録音し、文
章をコード化して類似しているコードをサブカテゴリー、それを更にカ
テゴリー化した。【倫理的配慮】対象者に口頭及び文書にて研究目的・意
義を説明し、他の目的には使用しないことを説明し同意を得た。インタ
ビューの内容は園内倫理委員会に承認を得て実施した。【結果】304 のコー
ド、30 のサブカテゴリー、10 のカテゴリーで構成された。【考察・結論】
10 のカテゴリーに分類され考察した結果、以下の 3つのことがわかり、ま
とめた。1．過去に体験した思い偏見、差別を受け、未だに心癒される事
無く過ごしている気持ちを理解して関わる。趣味や娯楽を病室でも取り
入れ楽しみに繋げていく。2．現在を生きる思い患者同士の関係性を大切
にし、支え合ってきた関係が難しい状況になった時、看護師は頼れる存在
であり、支えとなるように関わる。スピリチュアルケアを生かし、安心し
て入室生活が送れるように支援する。3．未来への希望日常生活のなかで
生きがいを提供する。本心・欲求について確認していくことで、患者が望
む死、最期を迎えられるように関わる。

P1-20-2 がん性疼痛・不安からくる不眠への取り組
み～苦痛を4側面から捉えて～

○
ふ せ か つ み

布施 克美
NHO 京都医療センター 脳神経外科�神経内科

【目的】患者の苦痛を 4側面から捉え看護介入を行い、がん性疼痛、不安
を抱いている患者への今後の関わりを検討する。【事例紹介】A氏 50
代男性 肺癌ステージ 4 脳転移、骨転移があり余命 1年と宣告されてい
る。脳腫瘍摘出術を目的に入院し、麻痺と病的骨折からベッド上での生活
を余儀なくされていた。がん性疼痛や予後に対する不安を抱えながら思
いを表出できず不眠であった。苦痛を 4側面から捉え疼痛や不安による
不眠に対して看護介入を行った。【結果】身体的苦痛として、疼痛や日常
生活動作の支障があり、特にがん性疼痛に対して「麻薬を飲み続けると目
覚めないかもしれない」という先入観を持っていた。 薬剤調整を行ない、
麻薬に対するイメージを変えることで疼痛コントロールができた。精神
的苦痛には「怖くて眠れない」不安、スピリチュアルな苦痛には「死への
恐怖」があった。しかし、思いを表出しないA氏のため、妻との信頼関
係を築くことから始めた。妻と一緒に精神的苦痛を取り除くように介入
することで、妻を通して自分の思いを伝え解決しようとする姿がみられ
た。また、社会的苦痛として経済的不安が大きく地域連携室から情報提供
の機会を設けることで安心へと繋がった。4側面からの関わりを通し疼痛
や不安が軽減、夜間の入眠を促すことができた。【結論】疼痛や不安を抱
きながら思いを表出しない患者にとって苦痛を 4側面で捉えることは看
護介入の糸口となる。妻を通して自分の思いを伝える姿へと変化したこ
とは、苦痛や不安を取り除く上で最も重要であり、妻との早期からの信頼
関係が大切である。患者・家族が知りたいと思う情報を提供し、情報ニー
ズを満たすことは信頼関係に繋がる。

P1-20-3 化学療法を受けるがん患者の緩和医療に関す
る認識の実態～パンフレットの活用を通し
て～

○
ふくもり ゆ み

福森 優美、石原 まり子、本坊 忠司、池島 麻未、井上 和代
NHO 南九州病院 看護部 1病棟

【目的】
延命・症状緩和的化学療法期の緩和医療の認識の実態を知るとともに、
患者が緩和医療の正しい知識を獲得することで、緩和医療に関するイ
メージ・認識の変化を検証する。
【方法】
対象は消化器系がんの延命・症状緩和的化学療法を行って 1カ月以上経
過した患者 8名。作成したパンフレット配布の前後で、緩和医療に関する
イメージ・認識の 7項目を調査、記述内容を抽出し、類似性・関連性のあ
るものをカテゴリー化し分析した。
【結果】
1．8名中 6名が情報を得る機会がなく、緩和医療について「あまり知らな
い」が 3名「全然知らない」4名であった。
2． 緩和医療に関するイメージはパンフレット配布前「知らない」「曖昧」、
配布後は「知識を得てプラスイメージ」「不安の軽減・安心」「変化なし」
「その他」に分類された。
3．「緩和医療を全然知らない」と回答した 4名について
症状緩和の治療ケアが緩和医療であるという認識はなく 4名全員が相談
窓口や緩和ケアチームについての知識はなかった。パンフレットにより
自身の過ごし方や今後について考えられ、3名は「知って良かった」と回
答。3名の内 1名は「今後受けていきたい」2名は「必要な時に相談する
かもしれない」と回答。1名は親族が緩和ケア棟に入院歴があり、パンフ
レットでイメージと実際が合致したが、情報を得る事は考えすぎてしま
い「あまり良くなかった」と回答した。
【考察・結論】
化学療法期の患者は緩和医療の情報を得る機会が少なく、認識・イメー
ジは漠然としている。知識の獲得により緩和医療に対する選択肢が広
がっただけでなく、プラスイメージへ変化し、不安の軽減さらには自己対
応能力の向上にも繋がったと考える。

P1-20-4 私の希望する終末期―自分らしい最期を迎え
るために―

○
いしはら よ う こ

石原 陽子
国立療養所長島愛生園 福祉課

【はじめに】入所者の平均年齢が 83 歳となり、入所者からも「延命はしな
いで欲しい」等の訴えが聞こえ始めた。園内独自の終末期医療マニュア
ル、意思表示書の作成、終末期医療について入所者への周知等の取り組み
について報告する。【目的】1．今までタブー視されていた“死”というも
のを考え、自分の最期について考えるきっかけ作りをする。2．お骨のこ
と、外の親族への連絡等その人個人の最期の希望を聞き取りすることで
“その人らしい最期”を迎える支援及びチーム医療推進に役立てる。【方
法】1．終末期医療マニュアル、終末期の処置の説明書、意思表示書の作
成。2．職員、入所者への説明会の実施。【結果及び考察】入所者へ周知す
るにあたり、まずは職員への周知が最優先と考え説明会を 2回実施した。
入所者への第 1回目説明会では「我々に早く死ねっていうことか」、「もう
残り少ない人生の我々に寂しい話をしてくれるな」といった否定的な意
見が多かった。2回目の説明会では、終末期医療に関する新聞記事を紹介
したり、ワーカー自身の家族の終末期を紹介することで、世間一般でも終
末期の問題は身近にあるということを知ってもらうことができた。また
危篤時に外の親族に連絡をするか、お骨をどこに納めたいか等について
確認することができ、入所者個人を包括的に把握できる良い機会にも
なった。【まとめ】『私の希望する終末期』の作成率は、現在 49％となり病
院機能評価でも高い評価をもらうことができた。配偶者や親しい友人を
看取ったことのある方、不自由な方ほど終末期に対して意識が高い傾向
にあることが分かった。
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P1-20-5 臨死期にある患者・家族との関わり～事例を
通して～

○
さ せ ち は る

佐瀬 千晴
NHO 神奈川病院 看護部2病棟

近年、がん患者が増加しており、3人に 1人が癌で死亡している。当病院
でもがんにより最後を迎える患者が増えている。今回、胃がんで終末期を
迎える患者・その家族と関わる機会があった。患者本人は「辛くないよう
に眠らせて」と訴え、家族も本人の思いを優先にしてほしいと話し、鎮痛
剤が開始された。患者の意識が薄れていく中、看護師としては、死が近づ
く患者に対してできるだけ苦痛のないように過ごしてもらいたいという
思いで関わっていた。しかし、家族は看護師と同じように患者に苦痛がな
いようにしてほしいと思いながらも、患者の反応がなくなっていくこと
を不安に感じ、鎮痛剤の投与中止を求めるなどの言動・行動がみられた。
ここに、看護師と家族の考えにずれが生じているように感じた。この事例
を通して、臨死期にある患者の苦痛を軽減するとともに、家族の苦痛や不
安も軽減し、家族が患者の変化を受容できるような関わりの難しさを痛
感した。私が、患者・家族と、どのように関わるべきだったのかを考えた
いと思い、今回の事例を振り返ったので、ここに報告する。

P1-20-6 終末期の呼吸障害がある患者をもつ家族の不
安

○
やまもと ま ゆ

山本 真由、竹下 多美、合田 瞬、平間 康子、野竹 恵美子
国立長寿医療研究センター 中6階病棟

＜はじめに＞終末期患者の家族ケアは近年重要視されている。家族に寄
り添う看護をするためには、ケアニーズを知ることが必要であり、そのた
めに家族がかかえる不安を明らかにしたいと考えた。＜研究目的＞終末
期の患者に付き添われる家族の不安を明らかにする。＜研究方法＞看護
記録と記述資料から SCAT法を用いて家族が持つ不安を明確化してい
く。＜研究結果＞1、対象者情報・A氏 80 歳代男性、心不全にて入院 2、
SCAT法による分析導き出されたストーリーラインは以下の通りであ
る。（一部抜粋）「（中略）予想がつかない状態変化への不安や苦しいのでは
という心配があり、看護師にバイタルサインを確認することで現在の状
態を少しでも把握しようとする思いがあった。（中略）妻は長年寄り添っ
た夫と離れることへの不安があったが、看取り後は最後まで寄り添えた
充実感を得ることができていた。」＜考察＞この事例から言えること（理
論記述）を以下に示す。（一部抜粋）・死を受容後も家族の気持ちは揺れ動
いている。・吸引は苦痛を伴うためどこまでやらなければいけないのか
という家族の葛藤がある。・家族は今後どうなるのかという不安が大き
い。患者の状態の変化を把握することで患者と別れる心の準備をしてい
る。渡辺は、「（中略）家族が納得のいくまで揺れることが出来る環境を整
えることで家族は初めて必要なだけ揺れることができ、安定を取り戻し
ていく」と述べている。看護師は揺れ動く家族の気持ちを受け止めること
が重要であると考える。＜結論＞家族は、看取り治療移行への戸惑いや患
者が苦痛を感じることの恐れといつ悪化するか分からない状態の変化に
対して不安を抱えている。

P1-20-7 死後のケアとしてミスト浴を行った家族の思
い

○
さかもと け い こ

坂本 圭子、井堀 美津江、増田 裕希子、出島 麻理、
西村 成美、田村 彰子

NHO 京都医療センター 緩和ケア病棟

【はじめに】当院緩和ケア病棟では、患者の死後のケアとしてミスト浴を
家族と共に行っている。昨年度の研究では、ミスト浴を行った家族の言葉
を記録から考察し、そのことがグリーフケアに繋がることが示唆された。
今回の研究では、実際に家族がどのような思いを抱いていたかを明らか
にし、よりよいグリーフケアについて考える事を目的とした。【対象】悲
嘆の経過を配慮し退院後 1年以上経過した家族で 2011 年 5 月～2012 年
9 月に死後のケアとして看護師と共にミスト浴を行った家族【方法】郵送
による自記式質問紙を使用したアンケート調査【倫理的配慮】紙面にて研
究の趣旨を説明し、同意の得られた家族のみを対象とした。【結果・考察】
アンケート郵送数は 102、回収数は 48（47％）であった。自由記載では、
「最期にきれいにしてあげられてよかった」など家族がケアに協働出来た
喜びや故人の安らぐ姿に安堵した当時の心境が記載されており、時間が
経過した今でも最期のミスト浴は鮮明な記憶として残っていることがわ
かった。死後の患者のケアは家族ケアでもあり、7割の家族が継続希望し
ている結果を受けて改めてグリーフケアにも繋がっていることを再確認
出来た。しかし、「骨と皮だけのがりがりに痩せた身体を目の前にして辛
かった」など故人と向き合う辛さや苦痛、ケアを行うことへの戸惑いを感
じた家族の存在も明らかになった。そのため、ケアへの参加を促す際に
は、なぜ家族に最期のケアをしてもらいたいか意図を伝える必要があり、
個別性に配慮した声かけの方法や、実際のケアの方法を日頃からスタッ
フ間で情報共有しておくことが大切であると示唆された。

P1-21-1 患者の自立支援プログラムについて～オース
トラリア視察研修を通じて～

○
こうさか た か こ

幸阪 貴子1、菊野 隆明2、皆川 仁1、黒田 美徳1、鄭 東孝2、
奥井 悠友3、鈴木 ひろみ4、松村 美絵5、松本 純夫2

NHO 東京医療センター 看護部1、NHO 東京医療センター 診療部2、
NHO 東京医療センター 検査科3、NHO 東京医療センター 放射線科4、
NHO 東京医療センター クリティカルケア支援室5

厚生労働省平成 25 年度救急医療トレーニングセンター補助金事業の一
環として、平成 26 年 3 月 9 日から 3月 16 日にオーストラリア視察研修
に参加した。今回、患者の自立支援プログラム（Health Independence
Programs : HIP）を実施しているモデル病院を見学した。HIP についてそ
のシステムと運用について報告し、オーストラリアにおける退院支援の
現状と課題から、当院での退院支援について考察する。
患者の健康上の自立を目指すプログラム（以下HIP）は、患者中心のガ

イドラインであり、2000 年から実施されている。モデル病院のAustin
Health では HIP の実施を目的として 2009 年に設立された。HIP の目的
は患者の健康向上であり、内容はアクセス・プログラムの紹介・医師の
判定・ケアプランの作成・退院に向けての準備で構成されている。HIP
は医師・看護師・メディカルスタッフがチームとなり病院と在宅事業の
両方を担っている。とくにリハビリはHIP の一部であり入院期間を短縮
する目的で重要である。疾病の多様性や精神的問題、貧困など患者のニー
ズが複雑化しておりケアコーディネーションが重要である。ケアコー
ディネーションが充実すると、救急患者の減少・在院日数の減少・再入
院の減少につながる。入院リスクが高まるとケアコーディネーションに
紹介される。コーディネータの役割は患者と家族のケアサービスについ
て話し合いをする。HIP を熟知している高等教育を受けた人が資格を持
ち活動している。高齢化、患者のニーズの多様性、予算、テクノロジーな
どがHIP の課題である。日本では急速に高齢化が進んでいる。当院でも
HIP のシステムの導入やコーディネータとなる人材の育成が求められ
る。
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P1-21-2 オーストラリアの感染対策～オーストラリア
視察研修を通じて～

○
く ろ だ み の り

黒田 美徳1、松本 純夫2、菊野 隆明2、鄭 東孝2、幸阪 貴子2、
松村 美絵2、皆川 仁2、鈴木 ひろみ2、奥井 悠友2、磯崎 達也2

NHO 東京医療センター 医療安全管理部 院内感染対策室1、
NHO 東京医療センター2

厚生労働省平成 25 年度救急医療トレーニングセンター補助金事業の一
環として、平成 26 年 3 月 9 日から 3月 16 日にオーストラリア（メルボル
ン・シドニー）視察研修に参加した。日本の高齢社会化が注目されている
昨今、高齢社会に対応した医療体制が整っているオーストラリアの院内
感染対策の現状と、それらを踏まえた当院での手指衛生実施上の課題に
ついて以下に報告する。
オーストラリアの医療機関における院内感染対策については（1）擦式手
指消毒剤の配置状況（2）医療従事者、家族や面会者に対する手指衛生注
意喚起・協力依頼（3）手指衛生遵守率向上のための取り組み、以上 3
点についての取り組みは当院と同様であった。手指衛生については
CLINICAL EXCELLENCE COMMISSIONの調査では、二ューサウス
ウェールズ州政府厚生担当部門が行っているWHO5 つのタイミングで
の手指衛生遵守率調査で、毎年手指衛生遵守率が上昇している。手指衛生
遵守率調査は、タイミング別、診療部門別、職種別等で集計しており、特
に、オーストラリアではHospital In The Home という、在宅で病院と同
等の治療が受けられるシステムや在宅診療に力を入れている事から、医
療職者以外の職種も手指衛生教育の対象としている。当院でも、看護師に
対し手指衛生実施率調査を行っているが、医師や他職種については調査
をしていない。今後、日本で高齢社会化が益々進行する事は必須であり、
医療職種が他職者に指導する必要がある。まずは、看護師を含めた医療従
事者の手指衛生を徹底していく事が重要な課題である。

P1-21-3 日本とオーストラリアの超音波検査士，それぞ
れの形態～オーストラリア医療機関を視察し
て～

○
お く い ゆうすけ

奥井 悠友、松村 美絵、鈴木 ひろみ、皆川 仁、黒田 美徳、
幸阪 貴子、磯崎 達也、鄭 東孝、菊野 隆明、松本 純夫

NHO 東京医療センター 臨床検査科

【はじめに】2014 年 3 月 9 日～3月 16 日の 9日間，東京都救急医療補助金
事業の一環としてオーストラリアに滞在しRoyal Melborune Hospital や
St Vincent’s Hospital 等いくつかの施設を訪問した．その中で日本とオー
ストラリアにおける超音波検査士の形態に大きな違いがあり，救急医療
におけるシステムの在り方など興味深い知見を得たので報告する．
【視察内容】救急医療補助金事業とは「救急医療に関する基礎技術の底上
げ」を目的とする事業である．日本では超音波検査は医師，臨床検査技師
や診療放射線技師などが施行することができる．しかし，オーストラリア
では超音波検査の領域は医師もしくは診療放射線技師の資格を有し，な
おかつ Sonographer（腹部，体表，血管，産婦人科）かEcho（心臓超音
波）の資格を有していなければ検査を施行することはできない．施行する
検査の内容としては日本と同様な項目も多くあるが，特に筋骨格領域の
検査は積極的に行われている．また，オーストラリアは人口の密集してい
る地域とそうでない地域の差が激しく，救急医療においていかに早急に
治療を行えるようにするかが課題である．そのため救急医療，とりわけ心
疾患の患者への早急なカテーテル検査や治療を行うためのシステムが構
築されている．
【まとめ】日本では臨床検査技師の資格があれば超音波検査を行うことは
可能であるが，オーストラリアでは診療放射線技師の資格を持ち，なおか
つ Sonographer もしくは echo についての専門的な教育を受け資格を有
していなければならないという大きな違いがあった．また，救急医療体制
として迅速な治療を行うためシステムが構築されていることに感銘を受
けた．

P1-21-4 シドニーとメルボルンにおけるNurse Prac-
titioner の活動

○
まつむら み え

松村 美絵、菊野 隆明、奥井 悠友、鈴木 ひろみ、皆川 仁、
黒田 美徳、幸阪 貴子、磯崎 達也、鄭 東孝、松本 純夫

NHO 東京医療センター クリティカルケア支援室

当院は 2013 年度 2014 年度とオーストラリアの医療における視察を行っ
た。今回はヴィクトリア州にあるメルボルンとNSW州にあるシドニー
の 2つの都市にある医療施設の視察と、保健・医療行政関係者や看護協
会幹部などとディスカッションを行った。オーストラリアは日本と同じ
ように国民皆保険制度を導入しており、平均寿命も日本に次いで世界第
二位と世界でもトップの高齢化社会である。また、医療を取り巻く環境も
高齢化に伴い、疾患の複雑化や慢性化、医療費の高騰や外来での長い待ち
時間など日本のそれとよく似た環境を持っていた。その中で活躍するNP
（Nurse Practitioner）に重点を置き報告する。オーストラリアにおける
NPはシドニーのあるNSW州の過疎地にいた看護師が医師の不在の時
に患者のアセスメント・診断・治療・処方し医師からの事後承諾を受け
ていたというのがはじまりとされている。2000 年に初めて 2名のNPが
誕生し、その後オーストラリア全土にわたった。14 年経過した現在、オー
ストラリアには 1000 人を超えるNPが存在し、活躍する分野も全ての分
野にわたっている。NPが誕生するまでには現在の日本と同じように医師
会や看護師から設立に対する反対の意見があったが、国民のだれもが必
要であるとの声から現在のようになくてはならない存在となっていっ
た。今回の視察では実際にNPが活動している場面は見学することがで
きなかったが、医療環境の似ているオーストラリアにおいてNPがどの
ように活動しているのか、今後実際に見学を行い、日本における特定看護
師の活動の参考としたいと考えている。この視察旅行は平成 25 年度厚生
労働省救急医療トレーニングセンター事業によって行った。

P1-21-5 オーストラリアの病院視察～Hospital in the
Homeについて～

○
す ず き

鈴木 ひろみ1、菊野 隆明2、鄭 東孝2、幸阪 貴子2、黒田 美徳2、
皆川 仁2、松村 美絵2、奥井 悠介2、磯崎 達也2

NHO 東京医療センター 放射線科1、NHO 東京医療センター2

国立病院機構 東京医療センターでは、厚生労働省救急医療トレーニン
グセンター補助金事業の一環として海外研修を行っている。平成 25 年度
は、医師、看護師、コメディカル等を含めた 10 名で平成 26 年 3 月 9 日か
ら 3月 16 日までオーストラリアのメルボルンおよびシドニーの病院視
察を行った。
オーストラリアは、日本と同様な国民皆保険を確立し、国民健康保険であ
るメディケアが基盤となっている。メディケアを運営するための資金は
国民の税金であり、原則オーストラリア市民権あるいは永住権の保持者
でないと加入することはできない。メディケアで保障される医療項目は、
公立病院での治療費のすべて、医師の診察費、検眼費、X線撮影や血液検
査などの検査費である。
近年、オーストラリアでも高齢化が進み、在宅医療へ重点が置かれるよう
になった。Hospital in the Home（以下、HITH）という急性期訪問看護シ
ステムを行っている。HITHは、入院の形態をとりながら在宅でケアをう
けることができる。主なケアとして、手術前後の抗生物質投与、ドレーン
チューブの管理、簡単な検査（X線撮影、超音波）などがある。病院内の
ケアから在宅でのケアへ移行することによって入院日数を短縮すること
が出来る。
診療放射線技師の視点からHITHについてオーストラリア病院視察で学
んだことを報告する。
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P1-22-1 高齢者の意思決定支援ツールの作成～エン
ディングノートに記載する項目の分析～

○
に い み か ず よ

新美 和代、高道 香織、高梨 早苗、横江 由理子、佐藤 裕美、
鈴村 美樹、山本 真由、武長 美由紀、堤 亜希、金児 真澄、
伊藤 眞奈美

国立長寿医療研究センター 看護部

【はじめに】近年、急速にエンディングノートが社会に出始めている。終
末期に向かう患者・家族へのEOLケアの充実に向けて、私たちも病院の
高齢者に活用できる意思決定支援ツールの開発に取り組んだ。【目的】市
販されているエンディングノートの概要や記載項目を明らかにし、意思
決定支援ツールの開発に役立てていくことを目的とする。【方法】1．ター
ミナルケアチームメンバーによって、市販のエンディングノートの資料
収集を行う。2．収集資料の発行年や発行元、価格等に関する概要整理を
行う。3．収集資料の記載項目の分析を行う。分析過程として、収集資料
の目次を基に項目の抽出を行い、類似する記載項目のグループ化を行う。
さらに類似するグループを集めカテゴリー化を行う。【結果】収集資料総
数 26 種。2011 年以降に発行された資料が 8割以上を占めた。定価が示さ
れている資料の平均価格は 1,350 円であった。記載項目は全 636 項目が抽
出された。カテゴリーは、自分のこと（30 グループ 190 項目）、医療・介
護（14 グループ 110 項目）、財産（13 グループ 112 項目）、遺言（6グルー
プ 60 項目）、葬儀（3グループ 70 項目）、情報提供（19 グループ 94 項目）
の 6つに絞り込むことができた。【考察】市販のエンディングノートには、
葬儀や財産に関する項目があり、それは医療者が求める情報との相違、且
つ特徴である。葬儀や財産などの話題は、医療現場では行いにくいが、終
末期に備え考える必要があることを、活動を通じ認識した。内容が多種多
様だったため、記入項目を限定し、文字数・文字サイズなどにも配慮した
高齢者に適したツール作成と実用化を目指したい。

P1-22-2 がん告知後に患者・家族が主体的に意思決定
できるための認定看護師の支援について

○
こ た に ゆ み

小谷 由美
NHO 舞鶴医療センター 看護部長室

【はじめに】外来でのがん告知後、治療等の意思決定が困難であった患
者・家族に、がん性疼痛看護認定看護師が支援することによって、彼らが
主体的に意思決定できた症例を報告する。【症例 1】うつ病の既往の患者へ
の告知を戸惑われた家族に、告知の必要性と告知後も共に考えていくこ
とを伝えた結果、患者への告知を決断された。【症例 2】医師から提示され
た治療に「先生が決めてくれたらいい」と答えた患者・家族に対し、その
思いを傾聴し医師から再度病状説明の場面をつくり、患者が治療を選択
できる機会を設けた。【症例 3】患者は脳卒中の後遺症の夫と筋ジストロ
フィーの息子と 3人暮らしであった。告知後、患者が手術への思いや再び
家族を支えられるかという不安の表出し、感情や考えが整理できるよう
傾聴を行うことで患者が治療を前向きに取り組むことができた。【考察】
患者・家族は互いの疾患や個々の事情により、意思決定が困難な場合が
ある。それはがんという疾患やその治療、そして死を想像してしまうこと
による不安が原因と考える。そこで認定看護師は全人的苦痛緩和の専門
的知識と経験を活かし、不安を明らかにしてそれがなぜ起こるのか共に
考える。そして正しい知識の提供と彼らの意思決定を尊重し、その後も共
に考え寄り添っていくという保証を行う。これらの支援によって、患者・
家族は認定看護師を理解者と捉え信頼関係を築き、共に考えていくこと
によってがんという疾患をイメージでき漠然とした不安が緩和され主体
的な意思決定につながるのではないかと考える。【結論】認定看護師が専
門的知識の提供や積極的傾聴により承認することは、患者・家族が主体
的に意思決定できる支援となる。

P1-22-3 肺癌の症状進行により食欲が低下している患
者の援助～食事が楽しみとなることを目指し
たアプローチ～

○
あ く つ ゆ み

阿久津 有美、山本 真由、合田 瞬、平間 康子、野竹 恵美子
国立長寿医療研究センター 看護部

【目的】症状や治療により辛い生活を送っている患者にとって食事が楽し
みとなれば精神的な支えの 1つになると考えた。放射線治療，化学療法の
副作用と疼痛のために食欲が低下している患者に食事援助や精神的援助
を行い，少量の食事摂取でも食事が楽しみとなる援助はできないかと考
えた。
【対象】A氏，男性，50 歳代，肺癌
【方法】症状緩和のため食事前に鎮痛薬，制吐剤の使用を検討した。食事
前に疼痛が少ない体位にし，蓋は自分のタイミングで開けてもらった。話
を聞く際に思いを聞き出せるよう接し，精神的ストレスをかけないよう
にした。栄養科へ食事内容の相談と変更依頼を行った。定期的に聞き取り
調査を行い患者の食事に対する精神面の変化を把握した。
【結果】食事中に疼痛増強はなかった。制吐剤の使用，「無理しなくてよい」
という一言の声かけで嘔気が増強しない程度で自己調整し摂取できた。
食事内容を変更後に前向きな発言，笑顔や満足そうな表情がみられた。聞
き取り調査では介入前と比較し良い結果が得られた。
【考察】患者の食べられない辛さを知り，訴えを傾聴し思いを受け止める
ことが重要であり，看護師の声かけや接し方で精神的ストレスを軽減さ
せられる。栄養士との連携を図ったことで患者の希望に沿った食事内容
となり食事が楽しめることに繋がった。看護師は治療のためにも必要な
栄養をとってほしい思いから威圧的になってしまうことが多いが患者に
とっては食事を摂ることで「生」を実感でき，生活の中で楽しみとなるこ
とが食事を摂る意味であった。食事を楽しく食べられることは，その人ら
しく生きることの精神的な支えとなる。

P1-22-4 緩和ケア研修会の振り返りと今後の課題

○
まきうち み わ

牧内 美和、辻 浩一郎、金井 貴充
NHO 信州上田医療センター 緩和ケアチーム

【はじめに】当院で初めて緩和ケア研修会を開催した。研修会終了後に
行ったアンケート結果から研修会を振り返り今後の研修会開催に向けて
の課題について明らかにする。【方法】研修会終了後アンケートを実施。
内容は 1．今回のワークショップにおける各項目について。2．ワーク
ショップの各項目のうち、特に興味を持ったもの。3．今回の研修会の全
般的な評価。4．次回に向けて改善した方が良いと思われる点。5．その他
意見感想など。の 5項目。【結果】参加者合計 28 名（医師 18 名、薬剤師
4名、看護師 6名）アンケート回収 25 名。1について「十分理解できた」
と選択された項目は［緩和ケア概論］であり、続いて［がん性疼痛］［オピ
オイドを開始するとき］であった。2について最も選ばれた項目は［オピ
オイドを開始するとき］［がん性疼痛］［がん性疼痛事例検討］であった。3
について、各項目を 1から 5までの 5段階評価で実施。1）自分が期待し
ていたものと一致していたか：4.2、2）作業量はどうか：3.6、3）作業時
間に比べて時間どうか：2.5、4）難易度はどうか：3.3、5）積極的に参加
できたか：4.2、6）ファシリテーターの仕事ぶりはどうか：4.4、7）今後
他の医師にも研修会への参加を勧めたいか：4.4 4 について「ロールプ
レイに関すること」「日時に関すること」「内容に関すること」にカテゴ
リー分けされた。5について「新しい知識の獲得」「必要性」にカテゴリー
分けされた。【考察】緩和ケア研修会が知識・技術の習得に有用であるこ
とが分かった。今後の課題として、研修日程の調整、ワークショップの時
間配分、医師以外の職種向けのロールプレイの検討、が明らかとなった。
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P1-22-5 骨シンチグラフィーの経時的変化と塩化スト
ロンチウムSr�89内用療法

○
なかむら ゆうすけ

中村 雄介、亀井 俊祐、浦川 里佳、大原 健司
NHO 大分医療センター 放射線科

内用療法とは，体内に注入された非密封放射線同位元素の出す放射線を
用い，治療効果を得ようとする治療法です．現在の保険診療においては，
甲状腺機能亢進症と甲状腺がんが対象の I�131，悪性リンパ腫が対象の
Y�90，そして固形がん骨転移による疼痛に用いられる Sr�89 の 3 種の薬
剤が認められています．Sr�89（商品名【メタストロン】）は 2007 年に市
販が開始された，比較的新しい薬剤です．欧米では 1990 年代から 20 年以
上の適用経験があったのですが、我が国では導入に慎重で、発売当初，日
常診療薬剤として使用しにくい様々な制限がありました．2012 年 9 月に，
承認用件の市販後使用成績全例調査が解除され，実際の使用経験を反映
するように【適正使用マニュアル】が改正されてからは，臨床応用が容易
にできるようになりました．当院でも，Sr�89 は 2011 年に採用されてはい
たのですが、適用は低調なままの状態でした．適正使用マニュアルの改正
後には，適用症例数が急に増加しています．今回，我々は当院で経験した
症例 11 例（男性 7症例：女性 4症例）に対して，骨シンチグラフィー画
像，骨シンチグラフィー診断支援ソフト【BONENAVI】の算出する解析
パラメーター（BSI，HS，ANN），Sr�89 使用開始時期，除痛効果，Sr�89
使用中止時期，予後などについての経時変化，関連性を分析評価しまし
た．また，Sr�89 の導入時期，有効性，安全性についても，参考文献等と
ともに検討し報告します．

P1-22-6 フェンタニル速放製剤の使用で体験した困難
と有用性

○
わ く い すぐる

和久井 卓1、小野 あゆみ1、水沼 周市1、大塚 誠二1、
小山田 光孝1、高橋 紀子2、高橋 通規2

NHO 仙台医療センター 薬剤科1、NHO 仙台医療センター 緩和ケアチーム2

【目的】フェンタニル速放製剤は、既存薬に比べ効果発現時間が速く、が
ん性疼痛の突出痛に適応される。当院も終末期患者の突出痛に期待し使
用を検討したが、使用法も既存のレスキュー薬と異なりタイトレーショ
ンが必要であることや、1日の使用限度があることから、適応となる患者
の選択が難しい。そこで今回どのような患者に適しているかを調査した。
【方法】上市された 2013 年 12 月～2014 年 4 月までの期間中、当院入院�外
来フェンタニル速放性製剤を処方された患者を対象に診療記録より算出
した。【結果】調査期間中処方された患者は 10 名であった。癌種は胃癌 5
名、膵癌 1名、頭頸部癌 1名、食道癌 1名、腎癌 1名、肝癌 1名であった。
導入の目的は、経口摂取困難 6名。治療期の患者 1名、終末期の患者 9
名。治療効果は効果ありが 1名、効果無し 3名、不明 6名。使用後に発現
した副作用として、嘔気 2名、眠気 1名、口腔内不快感 3名であった。
【考察・結論】今回の調査では、嚥下困難、絶食、終末期に使用される症
例が多い傾向がみられた。フェンタニル速放製剤は作用発現時間こそ速
いが使用回数制限があり、コントロール良好でない場合や疼痛コント
ロールの評価が困難な場合は使用が難しいことが示唆された。またフェ
ンタニルに少ないとされる嘔気が終末期の患者にみられたが、これは
フェンタニルの副作用よりも口腔内の不快感から起因して起きていると
思われる。1症例であるが、頭頸部癌におけるフェンタニル速放製剤の食
前使用は食事摂取時の疼痛に有効の手段であることが示唆された。フェ
ンタニル速放製剤は使用制限があるために対応困難な場合がある。今後
使用制限がなくなれば多くの場面で使用可能であると思われる。

P1-22-7 介護認定を持つ高齢者に対する音楽療法前後
における歩行時間の検討～Time up and go
による身体的評価～

○
うちじま

内島 みのり
NHO 旭川医療センター 消化器内科病棟

【はじめに】介護認定を受けている高齢者が音楽療法の前後の歩行時間に
どのように変化があるか比較評価することによって、音楽療法の身体的
効果を検討する。【方法】対象者は、音楽療法経験のない 70 歳以上の高齢
入所者 20 名。観察期間は、X年 7月。場所は、A施設の許可を得た場所
（約 26.4 m2）と、B施設（約 30.6m2）。音楽療法は、集団音楽療法セッショ
ン。1回のセッションは約 50 分。プログラムは、季節や機能訓練、年齢層
を考慮した楽曲を使用。評価は、Timed up and go のセッション前後のタ
イムを計測し、平均（mean）、標準偏差（SD）、スチューデントの t検定
を用いて検討する。【結果】1．平均年齢 82.15 歳、男 3名女 17 名、要支援
1が 2名、要支援 2が 2名、要介護 1が 6名、要介護 2が 10 名）2．音楽
療法前後のTimed up and go 歩行タイムは、要支援 1は前 25.8±0.83 秒
から後 20.66±5.88 秒、要支援 2は前 18.07±3.05 秒から 17.61±2.55 秒、要
介護 1は前 16.95±6.85 秒から後 15.22±5.82 秒、要介護 2は前 18.03±5.7
秒から 15.78±5.24 秒と、すべての介護度も前後において短縮した。3．
Timed up and go の対象者 20 人の平均は、開始前 18.49±5.9 秒、終了後
16.28±5.18 秒であり、音楽療法開始前後において 2.2 秒の短縮、P＜0.002
（t 検定 p＜0.05）にて有意に高かった。【考察】1．音楽療法でリズムにあ
わせて、手や足を動かし運動訓練をしたり、また歌うことで発声訓練によ
る肺機能の活性化などから、身体機能の活性化からセッション後の歩行
が改善されたと考えられる。2．介護認定にかかわらず、音楽療法後にお
いては歩行時間が短縮される。【結語】音楽療法は、介護認定度にかかわ
らず身体的効果がある。

P1-23-1 計画相談にサービス管理責任者として対応し
て（第2報）サービス担当者会議の課題につい
て

○
あ い だ ひ ろ み

愛田 弘美1、戸田 麻綾1、林 沙織1、番 里絵1、鈴木 晶子1、
金子 英雄2、水津 博3

NHO 長良医療センター 医療福祉部療育指導室1、
NHO 長良医療センター 小児科2、NHO 長良医療センター 小児外科3

【はじめに】福祉報酬の支給決定において指定特定相談支援事業者が作成
するサービス等利用計画案（以下、計画相談と略す）が必須のものとなり
3年目を迎えた。制度のための提出書類の感は否めないが、サービス担当
者会議を充実させ幅広い視点のケアプラン作成を要望していきたい。【方
法】・期間：平成 24 年 10 月～平成 26 年 4 月・対象：当院入院中の患者
177 名（重症心身障害、筋ジス）、短期入所利用者・指定特定事業所との担
当者会議等の面談内容、記録から問題点、課題を整理した。【結果と考
察】・当院の対応した件数は入院 40 件（平成 26 年 4 月現在）で、計画相
談実績は 23％で岐阜県の 34.6％（平成 25 年 12 月）より低い。セルフプ
ラン 1件、短期入所は 3件であった。・計画相談とサービス担当者会議に
より 1名の筋ジス患者の地域移行ができた。・相談支援事業所 8カ所、相
談支援専門員 18 名とサービス担当者会議を行った。個別支援プログラム
は、患者の状態像、家庭環境等の情報共有ができ、計画相談の作成に活か
すことができるとの評価を受けた。・計画相談の内容は療養介護、医療型
障害児施設入所を中心にして、ヘルパーやボランティアなどの社会資源
の活用であった。地域移行のため短期入所が盛り込まれたのは 2件であ
り、帰省外泊時の震災等を想定して、地元の病院や施設との連携について
の提案があった。・相談支援専門員からは事業所が不足し、100 件近く相
談件数を受け持つ方がいて、審査会提出の時間的な余裕もないという。計
画相談がこれからという患者も多く、今後も効果的なサービス担当者会
議が必要である。
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P1-23-2 自殺未遂者へリハビリテーション目的での転
院支援の現状と課題―自殺以外の外傷ケース
との比較から―

○
て ら だ しょうこ

寺田 祥子、中山 照雄、芳田 玲子、木村 昭夫、萩原 章嘉、
藤谷 順子、徳原 真

国立国際医療研究センター 地域医療連携室

【目的】自殺者の増加は社会的な問題になっている。医療ソーシャルワー
カーが自殺企図にて外傷を負った患者へリハビリテーション（以下リハ）
目的での転院を支援する機会は少なくない。今回、自殺以外の外傷患者を
対照群とする比較対照研究により、自殺企図者のリハ目的での転院の困
難性を明らかにしたので報告する。【方法】本研究は後方視的観察研究で
ある。2013 年 4 月 1 日から 10 月 31 日までに自殺未遂後の骨折および脊
髄損傷で当院に救急搬送され救急科入院となった 12 人を対象群とした。
同時期に救急科入院となった外傷患者 57 人の中から以下の条件でマッ
チングした 12 人を対照群とした。マッチング条件は転院困難理由と考え
うる医療処置・感染症・安静度制限・生活保護の有無とした。【結果】対
象 12 人の内訳は、年齢 14－76 歳・平均 38.2 歳、支援期間平均 22.5 日で
あった。転帰は自宅退院 1人、回復期リハ病棟 1人、リハ目的での一般病
棟 4人・精神科病棟 3人・療養病棟 3人だった。対照群 12 人の内訳は、
年齢 22－91 歳・平均 68 歳、支援期間平均 14.4 日であった。転帰は自宅退
院 1人、回復期リハ病棟 6人、リハ目的での一般病棟 5人だった。男女
比・社会背景等に明らかな差はなかった。【結論】自殺企図者においては
支援日数の長期化が示唆され、回復期リハ病棟への転院が難しいことも
明らかとなった。本研究では自殺企図者が回復期リハ病棟へ転院しづら
い詳細な要因を明確化できていないが、再企図のリスク、精神科治療の継
続の必要性、社会背景の脆弱さなどが要因として推測される。今後はその
要因をふまえてリハ機会確保のためのネットワーク構築に取組みたい。

P1-23-3 社会的リスクを抱える妊産婦に対するソー
シャルワーカーの取り組みについて

○
ふくなが は る な

福長 暖奈1、一ノ瀬 由貴1、津々見 瑞恵1、水野 有紀1、
小笠原 太1、太田 裕子1、草野 愛1、幸阪 貴子4、小澤 伸晃3、
込山 修2

NHO 東京医療センター 医療福祉相談室1、
NHO 東京医療センター 小児科2、NHO 東京医療センター 産婦人科3、
NHO 東京医療センター 看護部4

【はじめに】厚生労働省の調査によると虐待死の 45.1％が 0歳児、そのう
ち 1カ月に満たない児が 52.2％を占めている。その背景には社会的な問
題を抱えていることが多く、医療機関と地域関係機関の連携が重要と言
われている。当院では平成 22 年から院内に児童虐待防止委員会が発足
し、組織的に児童虐待に取り組む土台が出来た。平成 24 年度から医療福
祉相談室内で「周産期・子ども虐待」対応に担当者を設け、外来から出産
後までソーシャルワーカー（以下 SW）が関わる体制を整えたので取り組
みについて報告する。【取り組みの内容】1）産科外来で行っているハイリ
スク妊婦のスクリーニングに社会的リスク因子を加え、助産師がスク
リーニングを行い、SW依頼をする体制を整えた。2）毎週行われている
小児科・産科合同カンファレンスに出席し、医師、看護師、SWで情報共
有が出来る体制にした。3）保健師、子ども家庭支援センター、児童相談
所と連携し出産前から出産後まで切れ目のない支援を行うことにした。
4）困難ケースについては児童虐待防止委員会を開催し病院としての見解
を統一して対応した。【結果】平成 23 年度は特定妊婦、出産、育児に関す
る相談件数は 10 件、そのうち 7件が出産後の依頼だった。平成 24 年度の
取り組み後、件数は 26 件に増加、21 件は出産前からの介入であった。ま
た、依頼経路は 21 件が助産師からの依頼だった。外来でのスクリーニン
グで出産前から社会的リスクを抱えている妊婦に介入できるような体制
が構築できた。出産後の心配事や不安を出産前から定期的に面談し、関係
を作ることで保健師介入や子ども家庭支援センターの介入もスムーズに
なり育児支援につながっていると考えられる。

P1-23-4 精神科病院の入院患者様と近隣の地域活動支
援センター利用者様との交流会を通して
Ver.2～交流会から見えてきた効果と課題～

○
ま え だ とも

前田 智、木下 エリカ
NHO やまと精神医療センター 地域医療連携室

【はじめに】当院では平成 17 年より奈良県主管である、退院促進支援事業
として地域で生活する精神障害を患った方と当院入院患者様との交流会
（通称“えーぱる”（いい仲間という意味合いで名付けた）という活動を実
施している。えーぱるの活動を継続的に実施していく中で、参加した入院
患者様の退院意欲が高まるなど一定の効果が見られている。反面、退院意
欲の向上が参加した患者に限定している、といった課題も見えてきた。課
題を解決するための方法として、新たに「当事者発表研修」を導入した。
従来より実施しているえーぱる活動と新たに取り組んだ研修内容と結果
について報告する。【目的】えーぱる活動を継続する一方、支援する立場
である職員の退院支援に対する意欲向上を図るために、入院経験のある
当事者より、体験発表や退院後の生活、将来の夢等を職員に話していただ
くことで、退院できない気持ちや立場を理解し、退院支援に向けての意
欲・知識・技術の向上をめざした。【内容】えーぱるは 2日を 1セットと
して実施。初日は院内で交流会、2日目は近隣の地域活動支援センターに
出向き、社会資源の見学と交流会を行っている。当事者発表体験は入院経
験者から入院に至った経緯や入院中の様子、退院に至った経緯、退院して
からの生活、夢について語っていただく。【結果】えーぱる参加者からは
「社会資源を知る機会になった」「退院後に社会資源を利用したい」等と
いった声が聞かれている。研修参加者からは当事者発表を聴くことで「感
動した」「病状をみて退院が困難だと感じている方にも、退院に繋がる糸
口を探し、本人の希望を一番に考えていかなければならない」等といった
意見も聞かれた。

P1-23-5 当院における妊婦への相談支援の取り組み～
インテークシートを用いて～

○
きたやま な お こ

北山 奈穂子、田村 悠美、山路 千尋、山田 綾子、占部 裕子
NHO 相模原病院 地域医療連携室

当院は相模原市の指定を受けた助産施設である。そのため経済的な不安
をもった妊婦への対応を求められるが、それに加えて若年妊婦、パート
ナーや協力者不在、精神疾患などさまざまな背景・問題をあわせもつ
ケースが多く見受けられ、問題が複雑化している。医療ソーシャルワー
カーの介入依頼件数も年々増加傾向にあり、妊娠・出産・養育に至るま
での総体的なサポートが求められている。それらの問題に対して分娩ま
での限られた時間の中でいかに問題を分析し整理していくかが重要であ
る。
当院の医療ソーシャルワーカーには妊娠・出産経験のない者もいる。こ
のような医療ソーシャルワーカーが妊婦の面談を行うことで、出産まで
の課題には着目するものの産後の養育まで目が届かないなど、経験によ
る着眼点の差異から必要な情報の確認不足が生じている。そこで、リスク
の把握や整理すべき課題を明確にすることを目的とし、家族背景や養育
環境などを共通の視点でアセスメントができるようインテークシートの
作成を試みることとした。
インテークシートを活用することでアセスメントに必要な情報収集を行
い、経験の差にかかわらず課題やニーズを把握することを目指している。
また、面談においてはインテークシートのチェック項目に沿った画一的
なものとならないよう配慮し、医療ソーシャルワーカーとしての価値観
を持って臨むことが大切である。
今回、インテークシートを活用したなかで見出された評価と課題につい
ての報告をする。
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P1-23-6 発達障がいのある子どもたちへのソーシャル
ワーク支援～多機関との協働について考え
る～

○
よ し だ つとむ

吉田 力、中本 富美、小田 輝実、畠中 暁子、大野 一郎
NHO 医王病院 地域医療連携室

【はじめに】発達障がい児・者への支援は教育体系や障がい者施策の中で
検討されて久しい。しかし、義務教育終了後の彼らへの支援は充分とは言
えない。年齢相応の体験が不足していることから、進学や就労に繋がるこ
とが難しく、学校という所属を失うことで更にそれまでの支援体制が希
薄になる。今回、青年に達した彼らとMSWとして関わり社会参加に向け
た実践に考察を加えた。【方法】当院外来に通院している 3名（全例男性）
のCl．について面接や他の支援機関との連携の内容をまとめ報告する。
【結果】事例 1：現在 20 歳。未告知。高校生活のやりにくさのため紹介。
FIQ110（WAIS�Ⅲ）。短大卒業後の進路が決まらず相談。発表者が同行し
障がい者職業センターと連携するも繋がらず。事例 2：現在 17 歳。未告
知。高校在学中に紹介されたが、中退し自宅に引きこもり。FIQ90（WAIS�
Ⅲ）。自立生活センターと連携し、徐々に社会参加。連携は就業支援セン
ターにも発展し、職場体験まで達成した。事例 3：現在 20 歳。未告知。家
族内の諍いから過呼吸になり当院へ紹介。大学中退後、引きこもり。若者
サポートステーションに同行した後、面談継続している。就労に向け、前
向きに取り組んでいる。【考察】Cl.らは、認知発達的特性から失敗体験を
重ねる傾向がある。しかし、就労支援機関、相談事業所、職場見学・体験
と繋がり、彼ら自身が小さな目標を立てて達成感を得られるような体験
に我々が寄り添うことで、少しずつ自信を回復し、他者との関わりを広げ
ていくことができるようになった。支援者自身も孤立しないように、とも
に考え、他者と相談し、Cl．と行動を共にする伴走型の支援を構築してい
きたい。

P1-23-7 医業未収金問題を考える～ソーシャルワー
カーだからできること～

○
おおもり かずゆき

大森 和幸、林 達也、石丸 雄大、三好 淳子、三田 高志、
田中 通弘、河本 泰宏

NHO 東徳島医療センター 地域医療連携室

【目的】
ソーシャルワーカー（以下、SW）の役割は医療福祉相談をはじめ多種多
様であるが、医業未収金対策についても SWの専門性が期待される業務
であると考える。医業未収金問題には、SWだからこそ対応、解決できる
生活問題が根底にあるのも事実である。そこで、SWが医業未収金問題に
積極的に関わり、医業未収金問題が改善された取り組みを報告する。

【方法】
SWによる未収患者、家族のアセスメントおよび医師をはじめとした連
絡調整を行った。また、組織としての対策が必要となり、医業未収金対策
委員会が設置（平成 23 年 2 月 1 日規程制定、第 1回会議を同月開催）さ
れ、医業未収金発生予防対策を毎回の議題とした。委員会における SW
の取り組みとして、啓発活動、預かり契約、分割協議、督促業務、代行申
請等を定義した。
【結果】
入院早期から多職種がアンテナを張ることにより、医業未収金問題に向
けて連携した対応ができるようになった。これら対策により、過去の医業
未収額が減少するとともに、新規未収患者が減少した。
【結論】
医業未収金問題（督促）と聞くと抵抗感のある SWは少なくないと思われ
る。しかし、単純に「お金」を回収することが解決ではなく、「なぜ、支
払えないのか」、また「支払えない状況に陥るまでに何があったのか」、
「どうすれば今後の改善が図れるのか」を SWとしての視点を研ぎ澄ま
し、その問題に具体的解決策を提案し、組織へ働きかけることが SWとし
ての医業未収金対策と考える。

P1-24-1 HIV陽性者の現状と長期療養の課題について

○
ひらじま そ の こ

平島 園子
NHO 大阪医療センター 医療相談室

＜はじめに＞近年、HIV�AIDS の治療に関しては治療方法が進歩し、服薬
を継続すれば死に至らない「慢性疾患」の病気として考えられるように
なってきた。そのためHIV�AIDS 患者の早期発見・早期治療のための検
査の整備とともに、今後はHIV�AIDS 患者の高齢化に伴い、長期療養を
支える体制が必要になってくると考えられる。当院は、HIVのブロック拠
点病院であり多くのHIV�AIDS 患者が受診している。長期的な支援をし
ているなかで、疾患を理由に入院・施設入所・在宅サービスの利用等を
断れるケースが多くある。HIV�AIDS 患者の長期療養を支えていく中で、
患者が必要とする医療・サービス等の確保に向けて、課題を明確にする
必要がある。＜方法＞平成 25 年（2013）のエイズ発生動向と当院の平成
25 年（2013）の新規患者数�累計患者数を確認し、患者背景の把握・分析
を行う。＜目的＞その分析によって、HIV�AIDS 患者の長期療養を支える
ための課題を明確にしていく。＜結果＞平成 25 年（2013）の新規報告件
数はHIV感染者及びAIDS 患者をあわせて 1590 件であった。HIV感染
者は 1106 件で累計報告件数は 15812 件となった。AIDS 患者は 484 件で
累計報告件数は 7203 件となった。新規報告数に占めるAIDS 患者の割合
は 30％と高い値を維持しており、男性異性間及び女性異性間における割
合が高い傾向にある事がわかる。また、年齢別にみると 60 歳以上のHIV
感染者（70 件）及びAIDS 患者（79 件）の報告があり、いずれも過去最
多となった。大阪医療センターにおける患者数をみると、2013 年度の新規
受診患者は 214 名であった。そのうちHIV患者は 171 名・AIDS 患者は
43 名であり累計患者数は 2703 名であった。

P1-24-2 エジンバラ産後うつ病自己評価票（EPDS）の
結果から考える周産期支援システムの検討

○
た な か き み よ

田中 希文世、野口 貴子、酒見 好弘、宮崎 里美
NHO 小倉医療センター 地域医療連携室

【背景】産褥期はホルモンの変動が精神機能に影響を及ぼすとされてお
り、産後うつは産婦の 10～15％に出現すると言われている。当院におい
ても、妊娠期からのアプローチ及び、支援システムの構築に努めている。
【検証】平成 25 年 8 月～平成 26 年 5 月までの産科及び新生児科の SW
介入ケース 217 例中、エジンバラ産後うつ病自己評価票（Edinburgh Post-
natal Depression Scale：以下 EPDS）が高得点 24 例の要因および、社会
的背景を検証した。【結果】EPDSの平均が 12.9 点、母の年齢 30.6 歳、う
ち、双胎 5例、精神疾患既往が 7例あり、NICU入室が 17 例であった。
うち、SIDS（乳幼児突然死症候群）が 2例、母子分離 2例を認めた。主な
理由に、育児ストレス、育児のサポート不足、家族関係の悪化、児の病状
に対する不安、双胎の育児不安、経済的不安が挙げられ、原田（2007）が
述べているように、心理社会的側面がEPDSの結果に影響を与えている
事が分かった。うちNICU入室歴が多く、出産直後の母子分離が愛着形成
に影響を与え自己効力感や育児満足感が得られず、EPDSの結果に影響
していることが分かった。（鈴木ら 2002）また、妊娠・出産・育児におけ
る自己の立場の変化に対応できず、育児上の不安やストレスが増大し精
神面に影響を与え、望まない妊娠や社会的に孤立した環境において
EPDS高値を認めた。【考察】妊娠期から出産直後、特にNICU入院中や
退院後に至るまで、母子関係の相互作用の促進を支援する事が産後のリ
スクを軽減し、退院後の継続した関わりや院内外における支援システム
の再構築が必要であると考える。
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P1-24-3 病福連携推進のため近隣施設へ行ったアン
ケートとデータベース化における考察

○
し だ た く や

志田 卓弥
NHO 東名古屋病院 地域医療連携室

【はじめに】当院では、急性期以降の医療を担う病院として地域完結型医
療を行っている。退院支援における施設入所については、限られた入院期
間で施設の中身を吟味し、患者・家族が選択をしていく難しさを日常の
医療福祉相談業務の中で感じている。地域における介護保険施設や有料
老人ホーム、サービス付き高齢者住宅は急激にその数が増えており、様々
な施設の情報がMSWに供給されるが、その情報の中から患者・家族求
める情報を効率良く、的確に得ることが必要と感じ、当院で行った施設の
データベース化とその課題について考察する。
【目的・目標】データベース化の最終目標は検索した施設情報そのものを
患者・家族が自ら選び施設入所選定に役立てることであるが、今回は
MSWが情報検索してスムーズに患者・家族に情報提供できることを目
標とした。
【方法】名古屋市名東区近隣の 335 施設に協力依頼の電話、病福連携推進
のためのアンケートをメールまたはFAXにて送付。回答のあった 265
施設の施設情報をエクセル化し、地域ごとにまとめた。コーディング項目
の入居費用や施設へのアクセス、医療行為への対応などを数字化して検
索をかけられる一覧表を作成した。
【考察と今後の課題】アンケートをまとめる中で、看取りが可能、結核後
受入が可能、人工呼吸器の装着した患者受入実績があるなど様々な情報
をMSW内で改めて共有できた。また、近隣施設とのコミュニケーション
を通して地域における東名古屋病院の取り組みを発信するきっかけにも
なった。今後の課題として施設情報を地図上に表示できるようにするこ
とや情報更新方法をどうするか、近隣病院MSWと情報共有の検討等が
考えられる。

P1-24-4 香川小児病院と善通寺病院統合後のソーシャ
ルワーカーの意識の変化～成人部門担当ソー
シャルワーカーからみて～

○
た な か ゆ う の

田中 悠乃、栗尾 梨乃、松尾 亜希子、福田 育美、白井 澄、
岸本 美子、梶川 愛一郎

NHO 四国こどもとおとなの医療センター 地域医療連携室

当センターは、旧香川小児病院と旧善通寺病院が統合して平成 25 年 5
月 1 日に開院した。旧香川小児病院は中四国唯一の小児専門病院であり、
旧善通寺病院は地域に根差した一般病院であった。地域医療連携室では
統合前から業務内容の統一化のため何度も話し合いをしてきた。しかし、
統合後は他職種の医療ソーシャルワーカー（以下MSW）に対する認識が
異なっており、改めて業務統一に向けた活動を行ってきた。そこで、統合
してからの 1年半を振り返って評価し、MSWの意識の変容および今後の
在り方について SWOT分析を用いて評価した。退院支援では、成育部門
は在宅調整を行っていくことが多い。そして自宅退院後も外来を通して
長期的介入が続いていくため、医師・看護師以外の相談窓口として病院
と患者家族をつなぐ役割を担っている。成人部門では、当院の治療終了
後、地域の医療機関にかかりつけ医として橋渡しする役割があり、支援が
断片的になりやすく、退院後の継続した関わりを持ちにくい。しかし、
MSWとして患者を第一に考え支援していくことに変わりはない。介入す
る一人ひとりに対し、丁寧なソーシャルワークを行うということが意識
付けられてきた。その結果、以前よりも患者や家族と接する時間が増え、
安心安全な退院支援が可能となった。また他職種が求めるMSW像も統
一化され始め、院内外の依頼数も増加するという結果となった。現在、最
大の弱みは成育部門・成人部門がそれぞれの専門性を追求してきたため
に、互いの専門外の患者に対応ができていない点である。今後の課題は、
MSW一人ひとりが幅広い知識を身につけることと、互いに勉強会等を行
いその知識の共有を行っていくことである。

P1-24-5 退院支援におけるMSWの役割変容の一考
察―増員に伴うソーシャルワークの充実を目
指して―

○
さ る こ な つ き

猿子 奈津樹、水城 まさみ、舘澤 一枝、佐藤 政光、
吉田 真理、高家 玲子

NHO 盛岡病院 地域医療連携室

【はじめに】当院は、平成 21 年より地域医療連携室が設置され非常勤で
MSWが 1名配置された。患者ニーズの多様化に加え、当院入院患者の 7
割以上が 75 歳を超える高齢者であり、退院に当たっても福祉サービスが
必要な方がほとんどである。これに対応するためにMSWが平成 22 年に
常勤職員として採用され、平成 23 年には常勤 1名非常勤 1名の 2名にな
り現在は、常勤 2名非常勤 1名の 3名体制となった。これを受け、院内に
おけるMSWの役割の変化について検討した。【方法】地域医療連携室開
設当時と現在の運営状況及び活動前後を比較することによりMSWの働
きについて分析を行う。【結果】1日平均患者数は平成 22 年度で 138.2
名だったものが、平成 25 年度では 159.3 名へ増加し、設置当時から 15.3％
上昇した。相談件数においても平成 22 年度は年間 283 件だったものが 3
名体制になってからは 1823 件となった。【考察】入院患者数の増加に伴い
MSWが対応するべき困難ケースや他機関と連携が必要なケースが増え
た。体制強化をすることにより個々人に合ったより密な社会資源や福祉
サービスの提供や他機関との連携が図れ、患者のQOL向上にも寄与でき
た。現在は、より連携のとれた支援ができるようにさまざまな取り組みと
して、定期的な医師とのカンファレンスを行い、患者の病状を把握すると
共に今後の方針について話し合っている。他方、退院調整看護師との事例
検討を行い、相互のスキルアップを目指している。今後は、チーム医療を
行う上で、MSWの役割を明確化し、より専門性を発揮した支援をしたい。

P1-24-6 神奈川県結核病棟担当ソーシャルワーカー連
絡会発足について

○
い だ し げ き

井田 茂樹
NHO 神奈川病院 医療福祉相談室

【目的】結核患者に係る支援において、その特殊性、専門性に気づかされ
ることが多くある。一方で、結核病床が減少するなか、必要な情報や助言
を得ることの困難さを感じていた。これは当院だけの問題ではないだろ
うと考え、県内における結核領域のソーシャルワーク機能の向上のため
の取り組みが必要と考えるようになった。
【方法】情報共有と知識と技術の向上のために、専門職によるネットワー
ク化の手法をとる。第一段階として、電話での情報収集や問題の確認。第
二段階として、訪問によるネットワーク構築の提案。第三段階として、会
則を規定し定期的な連絡会を開催することとした。
【結果】第一段階では、病院によって状況に差があることが見えてきた。
足並みはそろわず、ネットワーク構築は困難にも見えたが、第二段階に取
り掛かった。2011 年 7 月、A病院を訪問。翌年はB病院を訪問。結核領
域における問題の解決のため、ネットワーク構築を提案した。その後、C
病院の担当者と面会。病院によって事情はあれども、ネットワーク構築に
ついては、おおむね理解を得られることができ、2012 年 12 月 19 日、連絡
会組織の発足にたどりついた。その後、適時の情報交換および、半年に 1
回の連絡会の開催を通して、結核に関わる支援についての話し合いを行
うようになった。
【考察】連絡会の目的のうち、啓発活動や研究はまだこれからの状況にあ
るものの、新たなネットワークを構築したことは、情報交換や個別の患者
支援における大きな歩みとなった。今回は結核領域であったが、情報が不
足する領域について、機関を超えたネットワークを創造することの有用
性が認められた一例といえるのではないだろうか。
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P1-24-7 患者サポート体制の充実に向けた新たな取り
組み～PDCAサイクルを生かして～

○
い だ し げ き

井田 茂樹
NHO 神奈川病院 医療福祉相談室

【目的】本発表は、患者サポート体制の充実に向けた取り組みの第 3報に
あたる。ソーシャルワークにおける取り組みは、PDCAサイクルにおける
PDではあるものの、患者家族から広く評価を受けているものは少ないよ
うに思う。その中で当院の退院時アンケートは、Check の機能を担う特徴
があると言える。今回は第 2報によって見えてきた課題の解決と、より患
者家族に寄り添える相談体制をめざすための取り組みを行ったので報告
する。
【方法】質問紙による調査方法をとる。相談ニーズを明らかにし、忌憚な
い意見を得るために、平成 25 年 7 月より内容を見直し、運用方法を変更
した。また結果を共有することで、患者家族の立場にたつ体制を目指し
た。
【結果】平成 25 年度前半の期間において、相談ニーズは「在宅サービス」
「医療費や生活費」「不安や迷い」の順に高かった。「患者家族の立場にたっ
ていない」は 10.1％、「役に立たない」は 4.4％と平成 24 年度から減少し
た。しかし「サポートチームの立場が病院側のほうに強い」という厳しい
コメントもみられた。
【結論】意識して患者家族に関わることで、良い相談体制に向かっている
と言えよう。一方で、厳しい評価があるのも事実。そこで平成 26 年度の
取り組みとして、1．患者家族の立場にたって相談を聴くこと 2．相談員
として努力し続けること 3．根拠のある支援を行うことの 3つの約束を
広報媒体に明示した。これは、職業倫理のうち直接処遇に係るものを、よ
り患者家族に分かりやすく示すようにしたものである。Check をふまえ
ることで、より患者家族の求める相談体制につながる取り組みができる
だろうと考える。

P1-25-1 治験薬管理に係る当院の現状と課題

○
は ま だ ごういちろう

濱田 剛一郎1、野村 竜也1、吉井 一恵1、明石 真喜子1、
西山 美登利1、琢磨 律儀2、松原 広己1,3

NHO 岡山医療センター 臨床研究部1、NHO 岡山医療センター 薬剤科2、
NHO 岡山医療センター 循環器科3

【目的】医療機関で実施する治験業務は年々多様化するなか、治験薬の管
理業務も同様に治験依頼者からの要望を受け煩雑化する傾向にある。治
験薬管理業務の温度管理に注目すると治験依頼者から搬入される温度ロ
ガーの設置を要求される等のケースが近年増えつつある。これは、精度管
理の考え方と一部関連していると言われているが、一方で医療機関の業
務量増加という負担も考慮する必要がある。今回、当院における治験管理
業務について現状と課題について検討した。【調査方法】過去 5年間に契
約した治験の治験薬温度管理について、治験依頼者からの要望等につい
て調べた。【結果・考察】契約した 64 試験のうち、温度管理に関して要望
があったものは 14 試験であった。契約年度毎にみると 2009 年度：1�17
（17 試験中 1試験）、2010 年度：3�11、2011 年度：2�14、2012 年度：5�13、
2013 年度 3�9 であった。その内容をみると 2012 年度以降は治験依頼者が
搬入する温度ロガーの設置に加え、校正した温度計の使用に関する要望
が多くを占めていた。【結論】当院では、2013 年度以降、校正した温度計
を使用して温度記録を残している。これに加え、各治験依頼者からの要望
に応え搬入された温度計や温度ロガーの設置を行っているが、品質管理
の点から見ると重複した不要な業務を行っていることになる。同時に煩
雑化する業務に人手を取られることから他の治験薬管理業務の質の低下
も危惧される。これらの事態に対応するために治験契約前の治験依頼者
らの情報収集を行うとともに、適正な人員・予算の計上がより質の良い
治験薬管理につながると考えられる。

P1-25-2 当院における治験薬服薬率の現状調査

○
よ し い かおり

吉井 薫、林 淳一郎、奥山 由佳子、山下 克也、市下 由美、
高野 由樹、宮本 美穂、正代 敦子

NHO 熊本医療センター 治験管理室

【目的】治験を安全に行うには、治験薬の服薬遵守、良好な服薬アドヒア
ランスは必要不可欠である。今回、治験薬服薬中の被験者背景と服薬の現
状把握を目的とし、治験薬の服薬率調査を行ったので報告する。【方法】
2011 年 4 月から 2013 年 12 月中に治験薬服薬期間を終了した治験 16 課
題（国際共同 6件）、の被験者を対象に、治験薬の服薬率を剤数算定法に
て調査。年齢、性別、治験薬の服薬日数、処方間隔、服薬日誌の有無、用
法、用量、薬剤の処方形態（ボトル、シート等）、併用薬剤数等を調査し、
それぞれの背景による服薬率を調査した。【結果】対象被験者 48 名の服薬
率の平均は 99.2％、服薬率 100％の被験者は 31 名（64.6％）であった。服
薬率の最も低い被験者は 90.3％であったが、服薬率低下の原因は、体調不
良による食事回数の減少であった。年齢別結果では、40 歳代 97.6％、50
歳代 98.1％、60 歳代 99.3％、70 歳代 99.7％、80 歳代 99.6％であった。性
別では男性 99％、女性 99.7％であった。用法では、1回�日は 99.5％、2
回�日は 98.6％、3回�日は 98.5％であった。処方形態ではボトル処方
98.3％、シート処方 99.3％。併用薬剤数 5未満では 99.1％、5以上 10 未満
では 99.4％、10 剤以上では 98.8％であった。日誌の有無は服薬率に影響
がなかった。【考察】服薬アドヒアランスには患者の服薬理解、健康状態
の理解が影響し、服薬指導が有効であるといわれている。今回の調査で
も、服薬率が低い症例で、来院間隔の工夫、服薬日誌の使用、薬剤与薬方
法の工夫等を行うことで服薬率は上昇した。今後も被験者理解に努め、被
験者への十分な関わりを目指したい。

P1-25-3 薬剤科と臨床研究推進室の協同による治験薬
管理体制の改善に向けた取り組み―臨床研究
推進室からの報告―

○
ま つ お ゆ か

松尾 友香1、笹山 洋子1、森田 知子2、上野 智子1、中多 泉2、
森下 典子1、是恒 之宏3、楠岡 英雄3

NHO 大阪医療センター 臨床研究センター 臨床研究推進室1、
NHO 大阪医療センター 薬剤科2、
NHO 大阪医療センター 臨床研究センター 臨床研究推進部3

【目的】治験実施にあたっては、GCPに基づく厳密な治験薬管理が求めら
れる。当院は治験薬の調剤を適切に行い記録できるよう、調剤に必要な情
報と治験薬管理表を治験毎に 1冊にまとめた治験薬管理ファイル（以下、
「管理ファイル」という）を用いている。しかし、管理ファイルを作成す
る薬剤師CRCは調剤業務に従事しておらず、管理ファイルには必ずしも
調剤実務の視点が反映されていなかった。薬剤科で治験薬管理者の業務
をサポートする薬剤師（以下、「サポート薬剤師」という）を指名したこ
とを契機に、薬剤科と協同して治験薬管理体制を見直した。【方法】薬剤
科員 31 名を対象に「治験薬管理に関するアンケート」を実施、全員から
回答を得た。その結果より、治験薬管理体制の改善を検討した。【結果】
アンケートでは、「治験薬管理表の記載形式は明確か」には「どちらかと
言えばそう思う」が最も多かった（10 名）。一方、「管理ファイルへの注意
事項の明記は十分か」、「管理ファイル全体の情報量は十分か」には「どち
らかと言えばそう思わない」がいずれも 11 名と最も多く、改善の必要が
示唆された。そこで、調剤業務の実態が反映できるよう、薬剤師CRC
がサポート薬剤師と協同で管理ファイル作成を含む治験薬管理を行う体
制とした。【考察】調剤に必要な情報を網羅した管理ファイルの作成には、
実務の視点と当該治験薬に関する十分な情報が必要である。今後、CRC
とサポート薬剤師が連携を深め、CRCによる情報提供を基に、サポート
薬剤師が作成の中心となることで管理ファイルを効率的に作成でき、薬
剤師の治験への意識向上と正確な調剤実施につながると考えられる。
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P1-25-4 薬剤科と臨床研究推進室の協同による治験薬
管理体制の改善に向けた取り組み―薬剤科か
らの報告―

○
も り た と も こ

森田 知子1、松尾 友香2、川端 一功1、川戸 順之1、上野 裕之1、
中多 泉1

NHO 大阪医療センター 薬剤科1、
NHO 大阪医療センター 臨床研究センター 臨床研究推進室2

【目的】大阪医療センター薬剤科では、従前より治験薬調剤を適正かつ迅
速に行う事により、治験薬管理を行う薬剤師CRCと共に治験の推進に協
力してきた。昨今、治験の国際化や医師主導治験の増加により、治験薬の
保管管理及び調剤方法は多様化、個別化する傾向にある。一方、機構病院
における人事異動は薬剤科員のみならず薬剤師CRCにも及ぶ。この様な
中で安全かつ確実な治験薬の保管及び調剤が行える薬剤科内の環境整備
が課題となった。【方法】薬剤科員 31 名を対象に「治験薬管理に関するア
ンケート」を実施し、全員より回答を得た。その結果より、現況の治験薬
管理の問題点を抽出し、改善策を検討した。【結果・考察】アンケートの
結果、保管庫の表示は明瞭で、表示内容は統一されているとの回答を半数
以上得た。一方、注意喚起の表示は不十分で、治験薬配置場所が把握しに
くいとの回答を多く得た。対策として、保管庫の表示や配置場所を改善
し、より安全な治験薬管理に努める事とした。また調剤手順の把握に難渋
しているとの意見を得た。このことから、今後は、スタートアップミー
ティング（SUM）に担当薬剤師が参加し、治験薬チームの一員として調剤
手順や治験薬管理手順の決定に主体的に関与することで、処方及び調剤
時のミスを防ぎ、円滑な調剤が行える環境を整備していくこととした。近
年、治験薬温度管理の精度向上や服薬コンプライアンスの向上などへの
要求は益々強まり、薬剤科における精度の高い治験薬管理、調剤が必須に
なる。また、薬の専門家である薬剤師は、治験薬の臨床投与に際し、保管
や調剤時の安全性確保に職能を発揮していくべきと考える。

P1-25-5 CRCと事務部門による電子カルテ内共有フォ
ルダを用いた臨床研究の一元管理

○
たかはら ゆ か

高原 由香1、森下原 久美子1、中田 洋子1、長谷川 光俊2、
小西 敦子1、大田黒 義彦1,2、大澤 勝1,2、岡崎 義治3、
田中 三晶1、和田 康雄1

NHO 姫路医療センター 治験管理室1、
NHO 姫路医療センター 事務部企画課2、
NHO 姫路医療センター 事務部管理課3

【目的】当院の臨床研究部は、間質性肺疾患研究室、膠原病アレルギー性
疾患研究室、肺癌研究室、消化器癌研究室及び治験管理室と五室制の体制
をとっているが、臨床研究部の事務局を専任で担う部署の整備が不十分
である。EBM研究、ネットワーク共同研究、一部の医師主導臨床研究の
支援については、治験管理室が主に実施している。今回、CRC発信で各
事務部門の協力を得ることにより、電子カルテ内の共有フォルダを用い
て当院の全臨床研究を一元管理し、臨床研究部の事務局としての役割を
各々が併任で担えるよう組織の構築を行った。
【方法】電子カルテ内の院内運用サポートシステムを用いて、院内の全臨
床研究を一元管理するために、臨床研究の共有フォルダを作成した。管理
運用は、臨床研究を審議する倫理審査委員会窓口の管理課、研究費を扱う
企画課、一部の研究支援を行う治験管理室の 3つの部署により行った。
【結果】電子カルテ端末があればどこでも、当院の全臨床研究が一覧で確
認でき、年間実施状況報告、終了報告等の対応も容易に出来るようになっ
た。臨床研究部の事務局を各々の部門が併任し、共有フォルダにて管理を
一元化したことで、最小限の負担で事務局としての組織の構築が可能と
なった。
【考察】倫理指針を遵守し研究を円滑に進めるためには、医療従事者だけ
ではなく事務職員が必要不可欠であるが、各職種が兼務にて対応してい
る施設が多い。今回、各々の専門職が共有フォルダにて管理を一元化した
ことで、煩雑な事務的作業等もスムーズな対応が可能になった。今後は
CRCとして関連部署の業務がさらに効率化出来るようコーディネート
し、院内の臨床研究の活性化に繋げていきたい。

P1-25-6 治験に関するSite Training Logシステム確
立についての検討

○
あらまき きよ

荒巻 聖、池田 悦子、田中 陽子、檜垣 八千代、渡邉 さをり、
白澤 宏美、田平 有香、玖須 さつき、江崎 泰斗、大野 真司

NHO 九州がんセンター 治験推進室

＜背景＞近年の国際共同試験の増加の中で特に重要となるのが ICH�
GCP に準拠した施設対応である。当院ではGlobal 監査を受けた際に施設
側の説明記録（Site Training Log：以下 STL）の不備を指摘され、また
Global 医師主導治験でも同様の指摘を受けたため STLの必要性につい
て検討した。ICH�GCP において STLが必須であると明文化された条文
はない為特に対応はしていなかったが、その重要性を施設全体で認識し、
STLの整備・保管の取り組みを行った。この取り組みについて検討した
ため報告する。＜目的＞STLシステム導入の確立＜方法＞1．CRC、事務、
DMで検討した。2．STLの対象の情報発信状況を確認し、STLシステム
を構築した。3．試験的に STLシステムを導入し、評価・修正後に本格的
導入を行った。＜結果＞STLの対象となる試験が多い事から、数課題を対
象として試験的に運用を開始した。その情報を基に検討・改善を行い本
格的な導入を試みた。治験責任医師や依頼者の理解や積極的な協力を得
ることができた。＜考察＞今回の取り組みについて今後は医師、CRC、事
務、依頼者を対象にアンケートを行い、評価ならびに今後の課題について
検討したい。今回の取り組みはGlobal 監査での指摘事項が発端ではあっ
たが、STLの重要性を理解する良い機会となった。また STLを整備する
ことは施設の品質保証（Quality Control）にもなる事から今回の取り組み
は非常に重要であったと考える。今後も継続的に評価を行い、課題を検討
していきたい。

P1-25-7 治験で使用する検査機器の精度管理について
の考察～院内の精度管理の見直しを試みて～

○
や ま じ な お み

山路 直美、延平 早美、三上 裕子、上原 宏美、貞金 優代、
雪野 真由美、國原 将洋、立花 広志、大塚 眞哉、池田 政憲

NHO 福山医療センター 治験管理部

【目的】平成 23 年に GCPが改訂され「治験依頼者は、検査が適切に実施
されてデータが信頼できることを保証するため、当該検査機関における
精度管理等を確認すること」とされた。また「医療機関で通常実施してい
る校正や保守点検のみであっても、その記録が必要時に確認でき適切に
管理されていれば十分である」ともされた。しかし実際の現場では、初め
ての対応に戸惑い、依頼者によって要求される内容が様々であるため、何
をもって精度管理とするのか不明瞭な点が多く、混乱を招いた。この度当
院での検査機器の精度管理の現状を把握し、治験データの信頼性を確保
し証明する為に、検査機器の取り扱いについての見直しが必要と考えた。
【方法】1．治験に使用する医療機器について、当院での現時点における精
度管理の現状を把握する。2．各製薬会社から要求される精度管理につい
て対応を検討する。3．精度管理に関する手順書および点検表を作成し、
必要な保守・校正の実施や、新しい機器の購入を検討する。4．関連部署
や委員会等で精度管理の必要性を啓発し、理解と協力を得る。【結果・考
察】院内では、機能評価に関連する機器等では保守点検が行われているも
のもあったが、血圧計等の機器では全く行われておらず、手順書も整備さ
れていなかった。今回調査を行った事で、今まで認識不足の為に漫然と見
過ごされていた点が明らかとなり、見直しを図ることができた。その結
果、治験データの信頼性を内外に示すことが出来るようになり、製薬会社
からの問い合せに費やす時間が削減された。また、院内にも精度管理の重
要性を周知することもでき、今後も国際共同治験に対応できるよう更な
る質の向上を目指したいと考えた。
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P1-26-1 CRC治験業務統一化への取り組み

○
みやはら た か こ

宮原 貴子1、木村 武洋1、奥村 美那子1、佐久間 優子1、
岩出 和徳2、小松 達司3

NHO 横浜医療センター 臨床研究部 治験管理室1、
NHO 横浜医療センター 臨床研究部 治験管理室長2、
NHO 横浜医療センター 臨床研究部長3

（背景・目的）急性期疾患を対象とした治験では、急性期では各種検査診
断と治療が並行して実施され、救急外来から ICU、一般病棟へと被験者の
移動もあり、各部署のスタッフに治験患者への対応を周知することも難
しい。今回、治験経験が少ないCRCでも治験スケジュールがわかり、各
病棟スタッフへの情報伝達が円滑にできるように初動ファイルを作成し
たので報告する。（方法・結果）今回の慢性心不全を対象としたミネラル
コルチコイド受容体拮抗薬の治験では、依頼者提供の心電計にて測定し
電子的に送信すること、血圧測定も安静ののち 3回測定すること等規定
があり、また、割り付け前 48 時間及び 24 時間以内に禁止となる併用薬が
あるため、各部署への情報伝達が困難であった。そこで、緊急来院から
ベースラインまでのフローシートと簡易治験説明用紙、選択・除外基準
一覧表を作成した。また、各部署向けにバイタルサインや各検査のスケ
ジュールがわかるようにした治験チェックシートや重篤な有害事象発現
時のフローシートを作成し、併用禁止薬リストを入れた初動ファイルを
作成した。それにより、当日実施すべき内容を確認出来るようにしたこと
により、本治験の経験がないCRCでも各部署スタッフへ伝達ができるよ
うな体制を整えた。（考察）治験経験の浅いCRCでも逸脱なく治験業務が
実施できるような体制を整えたことにより、各部署への円滑な情報伝達
が可能になった。初動ファイルは、CRCの治験の経験に関係なく治験を
実施するために有効であると考える。

P1-26-2 バランスト・スコアカードに基づいたCRC
業務の標準化を目的としたマニュアル作成に
ついて

○
い ま い ち ひ ろ

今井 千裕、鈴木 里奈、鏡 珠実、中尾 貴子、服部 昇二、
田中 滋己、山本 初実

NHO 三重中央医療センター 臨床研究部 治験管理室

【はじめに】当治験管理室では 2013 年度にバランスト・スコアカードを
適応した。行動計画として第 1に掲げられたのがCRC業務の標準化で
あった。2012 年 3 月より電子カルテ・治験システムが導入された背景も
あり、CRC業務マニュアルを作成することに取り組んだので報告する。
【目的】1．電子カルテ・治験システム導入下でのCRC業務を標準化する。
2．CRC業務の質の向上を目的として標準化する業務内容・手順を明確化
する。
【方法】既存のCRC業務に関する手順書を基に、電子カルテ導入で今まで
とは異なる作業やルール、獲得すべき電子カルテ操作についてCRCが
個々に追記・修正した。これらを取りまとめて新たなCRC業務マニュア
ル案を作成し、読み合わせをしながら修正作業を実施した後に、電子カル
テ・治験システム操作マニュアル案の修正作業を行った。
【結果】新たなCRC業務マニュアルの構成は治験開始から終了までの業
務を時系列に配置するものとした。新人CRCが治験の流れとCRC業務
が理解できるようにし、作業内容についてもより詳細に記載した。また、
電子カルテ・治験システム操作マニュアルについては操作順序どおり操
作パネルボタンを列記して操作の視認性の向上を図った。
【考察】2012 年 3 月に電子カルテ・治験システムが導入されて 1年経過後
にCRC業務マニュアルを作成したことで業務内容を確認・見直す作業
を室員全員で共有することができた。今後は生きたマニュアルとして更
新していきながら、これらのマニュアルを基にしたOJTのあり方につい
て検討したいと考えている。

P1-26-3 Clinical Research Coordinator（CRC）の
キャリア開発にむけての現状と課題（1）～施
設実態調査より～

○
ま つ い

松井 いづみ1、目黒 文江2、竹下 智恵3、中尾 貴子4、
羽田 かおる5、吉井 一恵6、玖珠 さつき7、久部 洋子3

NHO 京都医療センター 治験管理室1、NHO 仙台医療センター2、
NHO 東京医療センター3、NHO 三重中央医療センター4、
NHO 大阪南医療センター5、NHO 岡山医療センター6、
NHO 九州がんセンター7

【目的】国立病院機構（以下NHO）の CRCの業務やキャリアパスにおけ
る現状を知り、課題を明らかにすることで、今後のCRC教育プログラム
開発の示唆を得る。NHOと NHO以外の施設を比較し、CRCの現状を明
らかにする。【方法】対象：NHOと臨床・治験活性化協議会参加医療機関
（以下NHO以外）調査期間：平成 26 年 2 月 25 日～平成 26 年 4 月 9 日方
法：本研究へ同意が得られた施設へ自記式質問調査。調査内容：病床規
模、平均外来患者数、治験等の契約数・症例数、CRC業務量等【結果】
NHO 59 施設、NHO以外 19 施設、計 78 施設（回収率 40.2％、有効回答率
94.8％）。病床数と治験契約件数の平均は、200～400 床未満 20.04 件、400～
600 床未満 21.3 件、600～800 床未満 41.5 件、800～1000 床未満 81 件、1000
床以上 107.4 件。1 日平均外来患者数と治験契約件数の平均では、100 名未
満 8.1 件、100～500 未満 16.9 件、500～1000 名未満 26.5 件、1000 名以上
は 91.3 件。総症例数平均は、NHO 69.7 名、NHO以外 389.9 名。勤務形態
は、NHOでは常勤 74％、非常勤 26％、NHO以外では常勤 88％、非常勤
12％。平均業務時間（治験事務局業務含）は、看護師ではNHO 14.1 時間、
NHO以外 24.6 時間、薬剤師ではNHO 6.5 時間、NHO以外 14.5 時間、検
査技師ではNHO 2.1 時間、NHO以外 19.7 時間。職種別中間管理職数（兼
任含）は、看護師 44 名（NHO 29 名）、薬剤師 53 名（NHO 40 名）、検査
技師 19 名（NHO 3 名）。【考察】施設規模が大きくなるほど、治験契約件
数や平均業務時間の増加がみられた。また、平均外来患者数に比例して治
験契約件数が多くなった。NHOでは、平均業務時間は看護師が多く、中
間管理職数は薬剤師が多い。

P1-26-4 治験未経験の診療科における被験者エント
リー促進に向けた取り組み

○
やまもと あや

山本 彩1、羽田 かおる1、本田 富得1、常倍 翔太1、松田 恭子1、
後籐 可奈子1、安東 豊2、佐伯 行彦1

NHO 大阪南医療センター 治験管理室1、
NHO 大阪南医療センター 腎臓内科2

【背景・目的】当院はリウマチ科を中心に年間 30 課題の治験を実施して
いるが、実施診療科に偏りがあり、幅広い診療科での治験実施が課題であ
る。今回、機構本部の治験実施可能性調査から契約となった治験未経験の
診療科において、初期契約を上回るエントリーが出来た。その中でエント
リー促進のためには、医師、治験依頼者、臨床研究コーディネーター（以
下CRC）の協働作業の重要性を学んだので報告する。【方法】1．治験対
象疾患の看護経験がある看護師CRCを担当とする、2．スタートアップ
ミーティング（院内の治験運用上のシステム説明や被験者選定方法の内
容を含む）の実施、3．CRCによるカルテスクリーニング、4．責任医師、
依頼者、CRCの定期的な情報交換、5．フォローアップミーティング（以
下FM）の実施【結果】契約後 3カ月はエントリーがなかったが、5カ月
目の FMでスクリー二ング基準を見直し、6カ月目に 1例目のエント
リーに至った。その後は新基準にてCRCがカルテスクリーニングを継続
し、目標の 4例を満了し、最終的に 7例のエントリーに至った。また、メー
ルや面会など医師とのコミュニケーションを頻回にとることで当初は治
験に消極的な分担医師も責任医師の取り組みから積極性を持つように
なった。【考察】治験管理室が関わる初めての診療科であり、被験者候補
の選定も当初は難航したが、責任医師、依頼者との情報交換等を経て、責
任医師がスクリーニング基準を見直すことでエントリーに繋がった。当
該診療科における患者の中で、治験に適格性のある患者はどのような患
者かを従来の結果をふまえて見直すことが大切であり、そのためには責
任医師、依頼者、CRCのコミュニケーションが重要である。
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P1-26-5 「簡単・見やすい」嬉野医療センター治験管理
室における統一書式使用手順の作成

○
つじ

辻 みどり1、岩永 由香1、藤瀬 陽子1、佐々木 栄祐1、
久保 美紀子2

NHO 嬉野医療センター 臨床研究部 治験管理室1、
NHO 菊池病院 治験管理室2

【目的】2013 年 6 月 1 日に当院における治験の標準業務手順書（SOP）・統
一書式の改訂が行われた。統一書式の押印省略が推奨される中、原本保証
の方法による保管手順の違いや治験依頼者毎の要求の相違等により書類
の流れが分かり辛い為、基本方針・手順を確立し、治験事務局内で情報を
共有する必要性を感じた。ついては統一書式の使用手順を作成し、事務作
業の軽減を図り、円滑な治験管理室業務を目指す。
【方法】改訂以降の問題点や疑問点など、ディスカッションを重ねて実用
化を進めた。使用手順案としてイラスト・フローチャートによる書類作
成保管の流れを示したスライドを作成し、書類の流れを明確化した。ま
た、保管対象メールの定型文集を作成し、メール送信時のスピードアップ
を図った。なお、使用手順については、平成 25 年度初級者臨床研究コー
ディネーター養成研修の資料を元に、当院治験管理室で取り決めた事項
に沿って作成した。
【結果】当院の基本方針を整備し提示できるようにした為、治験依頼者か
らの問い合わせに円滑に対応出来るようになった。また、基本方針に沿う
事により治験依頼者毎の対応のばらつきを抑え、書類の流れを明確にし
た事で保管作業が容易になった。
【考察】書類の電子化が進み、作成保管に対して治験依頼者より細かな対
応が求められる中、この度の取り組みはとても有意義だったと考える。使
用手順についてはCRC・事務員ともに「簡単で見やすい」手順を作成す
る為に、今後も引き続き検討・改善を行う予定。

P1-26-6 治験に対する看護師の意識調査（第2報）

○
な か お た か こ

中尾 貴子1、鈴木 里奈1、鏡 珠実1、今井 千裕1、服部 昇二1、
田中 滋己2、山本 初実2

NHO 三重中央医療センター 臨床研究部治験管理室1、
NHO 三重中央医療センター 臨床研究部2

【はじめに】2013 年に治験および臨床試験に関する理解度と関心度および
治験業務内容の認知度のアンケートを医師をはじめとする病院職員に実
施し、その概要を昨年の本学会で発表した。今回はその際に明らかとなっ
た看護師の治験に対する認識度が他の職種に比べ低かったことに着目
し、看護師経験年数別等にさらに詳細に解析し、問題点・弱点や課題を明
確にした。また、入院を対象とした治験件数が増加している現状に対応し
効果的な協力が得られるよう看護師への治験の啓発の方法等についても
検討したので報告する。【方法】2013 年に実施したアンケート結果のうち、
看護師 404 名を対象にCRCや治験に関する知識および治験への参加等
の項目について経験年数別に比較検討した。統計学検討には SPSS のカ
イ 2乗検定を用いた。【結果】経験年数 1年未満および 1～5年未満の看護
師では、CRCや治験に関する知識および治験への参加が、5～10 年未満で
はCRCに関する知識と治験への参加、また、10～15 年未満では治験の知
識と参加が、経験年数 15 年以上の看護師に比較して有意に低かった。【考
察】経験年数 1年未満および 1～5年未満の看護師には、広く治験全般に
関する啓発が必要で、5～10 年未満の看護師ではCRCに関する知識と治
験への参加、10～15 年未満では治験の啓発と参加に関する理解が必要で
あることが分かった。今後は、これら経験年数別の課題に応じた治験の啓
発を行い治験に対する看護師の理解をより深め、治験を円滑に実施でき
るよう多角的なサポートをしていく必要のあることが明らかとなった。

P1-26-7 近畿中央胸部疾患センターにおける看護師の
治験に関する知識及び治験に対する認識調査
からみた今後の課題

○
なかにし え り

中西 永莉1、奥水 芳恵1、杉本 親寿1、増山 路子2

NHO 近畿中央胸部疾患センター 臨床研究センター 治験管理研究室1、
NHO 近畿中央胸部疾患センター 看護部2

【目的】当院においての看護師の治験に関する知識、治験に対する認識の
実態を知り、その実態と今後の課題を明らかにする。【方法】近畿中央胸
部疾患センターに勤務中の看護師 226 名に倫理面を配慮し無記名自記式
質問紙調査（当院独自）を実施した。治験看護・説明会に関する質問 7
題、知識に関する質問 8題、認識に関する質問 8題、全て 2及び 4段階で
質問した。【結果】有効回答数は 165 名、回収率は 73.0％であった。治験
看護を行ったことがある人は全体の 76％であった。治験看護の経験がな
い人のうち、看護師経験 10 年目以上は 49％だった。治験説明会に関して
は治験薬や手順について 88～93％がだいたい理解できていた。治験の知
識としての「プラセボ」「併用禁止薬」に関する理解についてだいたい理解
できている割合は 59～71％であった。あまり理解できていない 28～34％
のうち、どちらも 1年目と 10 年目以上がそれぞれ約 30％であった。治験
参加患者を支援・協力したい人は 88％であり、そう思わない人は理由に
「業務量が増える」「手順に決まりが多い」を挙げた。【考察】治験看護の経
験に関して経験年数と治験に関わる機会が必ずしも比例しないと分かっ
た。治験の知識に関しては治験説明会の参加経験が深く関係しており、看
護師経験 1年目と 10 年目以上で確立されていないと分かった。新人教育
として早い段階の治験知識の提供、研修の機会を得ることの少ない 10
年目以上に対してはその方法を考える必要がある。治験業務への負担を
感じている人に対しては、看護師とCRCの良好なコミュニケーションの
もとでのスムーズな連携と業務調整に工夫が必要だと考えた。

P1-27-1 非DPC病院における診療情報管理士の在り
方

○
お ざ わ ひ な こ

小沢 比奈子、加藤 肇、山田 誠、成瀬 功一
NHO 静岡てんかん・神経医療センター 事務部 企画課

静岡てんかん・神経医療センターは非DPC病院です。非DPC病院の診
療情報管理士は一体どんな業務内容なのでしょうか、時々、そんな疑問を
抱く方もいらっしゃいます。この度、DPC病院と同じデータを提出する
ことによってデータ提出加算算定可となる厚生労働省からの公募に手挙
げをし、規定に従って 2か月分の試験的データを提出し、データ提出加算
算定の認可をいただきました。厚生労働省が用意してくださった様式 1
の入力支援ソフト「プリズム」を活用させていただいております。医事シ
ステムとは未連携の単独のソフトなので、入力必須項目は全手入力、患者
さんの入院中の諸情報も病棟師長さんや受け持ち担当看護師さんの忙し
い時間の合間をぬって聞き取り調査をし、手入力、まさしく手作りの様式
1作成といったところでしょうか。後日、3か月毎に提出済みデータの不
整合が、厚生労働省より返戻されます。入力内容を再々確認し、返戻ゼロ
を目指しております。提出開始時から今年 3月までは、当院の一般病棟の
みの提出でしたが、今年 4月からは、当院の全病棟が提出対象となり、件
数も更に増え、奮闘している毎日です。様々な思い入れのあるデータを完
成し、厚生労働省へ提出する前の形式チェックを済ませ、遂に提出し終
わった瞬間は、達成感と安堵で満たされます。今までの苦労など何のそ
の。提出に至るまで、ほんとに多くの方々の尽力が関わっております。皆
様の協力があってこそのデータ提出です。これからも正確なデータ提出
に努めることを心がけていきたいと思います。
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P1-27-2 保険診療のルールに基づいた診療行為と適切
な診療報酬請求の必要性

○
か い ゆ う き

甲斐 裕樹
NHO 熊本医療センター 事務部 企画課医事

【目的】DPCコーディングにおいては、適切なコーディングを行う体制を
確保することを目的にコーディング委員会を設置して取り組みを行った
結果、コーディング見直し前と後の点数差の縮小等、効果が得られてい
る。他方で、コーディングの見直しにより診断群分類に該当しないと判断
され、出来高請求となるものもあるが、審査支払機関の審査によっては必
ずしもその請求の全てが認められるわけではない。適切なコーディング
を行うことに加え、保険診療のルールに基づいた薬剤の使用及び検査等
の実施を促す必要がある。また、請求が認められるかどうか調査を行うこ
とも有効となる。【方法】方法 1：不必要と認められる検査の実施を控える
ように周知することにより、実施回数の減少を図った事例。毎月継続して
査定内容及び件数を分析し、保険診療適正化委員会の中で報告を行った。
必要と考えられるものについては周知文書を作成し、案内回数の増加を
図った。方法 2：保険適応があるか調査を行い、査定を防いで請求金額が
増加した事例。びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の患者に対し、中枢神
経系への浸潤に対する寛解目的でMTX大量療法を行った場合に使用し
た薬剤の保険適応についてなど。【考察】適応・用法等に基づく効率的な
診療を促すことは、一症例に対して投入される医療資源の量を低減させ
ることにつながる。適正な請求により収入の増加が期待できるので取り
組みの継続が必要と考える。

P1-27-3 診療情報管理士が行うDPC分析からみた誤
嚥性肺炎クリティカルパス作成の道のり

○
た か く か な こ

高久 加奈子、手呂内 麻衣、石原 雅行、足立 太一、
澁谷 舞利子

NHO 栃木医療センター 企画課 診療情報管理室

【背景】
H24 年 11 月に診療情報管理室を立上げ、H25 年度は様々なDPC分析を
行った。H26 年度は、現在までのDPC分析結果を基に、診療情報管理士
の提案による「誤嚥性肺炎クリティカルパス作成」を目指した。
【方法】
MEDI－ARROWSの DPC分析ソフトを活用し、当院の『収益構成、年齢
構成、疾患構成、診療科の構成、平均在院日数等』について分析を行った。
分析結果を基に、現在クリティカルパスを作成しておらず、当院の収益に
大きな影響を及ぼしかつ診療科も多岐に渡っている疾患を選択した。
キーワードは、「70 代～90 代の誤嚥性肺炎」となった。診療情報管理士を
中心としDPCデータ分析から見た「誤嚥性肺炎クリティカルパス作成
チーム」を編制するため、診療報酬対策委員会及びクリティカルパス推進
部会にて承認を得た。
【結果】
H26 年 3 月の段階で内科医からの「誤嚥性肺炎クリティカルパス作成」に
大きな反対があった。しかし、幹部により、当院のように地域性に大きく
影響されやすい病院において、「誤嚥性肺炎クリティカルパス作成」は非
常に有効でありかつ内科医を増員させた意義が証明できると内科医を説
得した。
実際に、医療資源を最も投与した傷病名が「誤嚥性肺炎」の発生源は、異
なるケースが非常に多く、また、医師により抗菌薬投与パターンが定まっ
ておらず、標準治療が行われていない状況であった。
【課題】
クリティカルパス作成は、まだスタートした段階であり、今後は、どのよ
うな過程を辿って行くかがポイントとなる。また、当院は「総合内科診療」
を目指す内科医が多い中で、「誤嚥性肺炎クリティカルパス作成」の本来
の意味を理解する必要性がある。

P1-27-4 DPCデータから見たクリティカルパスの再検
証

○
なかがわ ゆ き

中川 優希、助川 素子、長澤 良相、羽隅 透
NHO 仙台医療センター 情報管理室

【はじめに】当院のクリティカルパス（以下、パス）は、平成 24 年 1 月か
ら電子カルテの稼働に伴って電子カルテ上での運用になり、データの取
得が容易になった。パス委員会はパスの導入、活用を推進することによ
り、医療の質向上と標準化、効率化を目指すことを目的としており、これ
までは医師および看護師が中心となって、臨床現場の経験に基づき作成
したパスについて適用率やバリアンスの検討を行っていた。事務部門に
蓄積されたDPC�PDPS（以下、DPC）データをどのように活用できるの
か、症例数が多いパスについて分析を試みた。
【目的】各DPC診断群分類では全国の病院における平均在院日数が入院
期間 2に設定されている。平成 26 年度診療報酬改定でも多くの診断群分
類で入院期間が変更された。当院のパスはこの入院期間 2と比較してど
のような構造を持っているのか、実際の診療プロセスを反映しているか、
レセプトデータ（E、Fファイル）を用いて可視化する。
【対象と方法】対象は呼吸器外科で「肺癌手術クリティカルパス」を使用
した症例とし、対象期間は診療報酬改定後の平成 26 年 4 月から平成 26
年 9 月まで退院分 6か月とした。方法はDPC提出データを取り込んだ診
療分析ソフトMEDI�ARROWS（ニッセイ情報テクノロジー株式会社）を
使用した。DPCデータからパスを再検証した結果について報告する。

P1-27-5 救命救急センターの経済的視点による検証

○
とおやま よしひこ

遠山 義彦、磯部 陽、菊野 隆明、尾藤 誠司、小幡 敏治、
武井 真寿代

NHO 東京医療センター 事務部企画課

【はじめに】平成 24 年診療報酬・介護報酬同時改定、平成 26 年診療報酬
改定では、超高齢化社会にむけて病床機能の明確化と機能に合わせた評
価、地域連携・在宅医療・在宅介護の充実を評価の柱としている。また今
年より病床機能報告制度が開始され、各施設から提出される機能報告と、
近々に導入が予定されているレセプト情報を活用することで、病棟単位
での診療内容を基に都道府県で策定される地域医療ビジョンに反映する
こととなっている。救命救急センターを有する東京医療センターが、引き
続き高度急性期、一般急性期を担う病院として、周辺地域または病院にお
いても大きな役割を担う部門であると考え、同センターの診療機能をよ
り効果的に運用できるよう、これまでの地域性や経済的視点などから検
証を行うこととした。【目的】救命救急センターの経済的視点の検証から、
同センターに入院された患者を対象に、DPC参加病院で機能評価係数 2
の項目である「救急医療指数」の評価を用いて、診療内容から包括範囲出
来高点数を算出し、救命救急センターの医療提供体制の検証を行う。【検
証方法】平成 24 年度と平成 25 年度の救命救急センター入院患者を対象
として行う。経済的視点における検証は、DPC対象病院の機能評価係数
2「救急医療指数」の算出に基づく。（東京医療センター救命救急センター
に「救急医療入院」かつ「救急医療管理加算 1、2」「救命救急入院料 1・2」
を算定している患者を対象とする。1症例あたり入院後 2日間の包括範囲
出来高点数を算出する）。症例ごとに医療資源の投資にバラつきが見られ
るかの検証を進める。（疾病による重症度を測るものがあればそれを採用
する）
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P1-27-6 DPC3群病院から2群病院をめざす病院にお
ける診療情報管理士の役割

○
みやはら り え

宮原 理恵、高倉 悠一、上村 恵
NHO 災害医療センター 事務部企画課 診療録管理室

【はじめに】当院は平成 24 年度にDPC�PDPS 制度が改訂される際に、医
療機関群の設定において 3群病院としてスタートすることとなった。二
次医療圏である東京都北多摩西部医療圏で唯一救命救急医療センターを
有する三次救急の施設として、大学病院本院に準じる診療機能を有する 2
群病院になる事は、当院の必須の目標であり、平成 26 年度診療報酬改定
では 2群病院をめざして準備を行った。【方法】前回の改訂で当院が 3
群病院となった項目は「診療密度」のみであり、基準 2438.63 点に 58.92
点足りないためであった。診療密度は 1日当たりの包括範囲出来高点数
と定義されているため、診療密度を上昇させるために、分母にあたる在院
日数の短縮を図るべく診療情報管理士から情報発信を行った。経時的な
進展状況はDPC分析ソフト girasol を使用し、各DPCについての平均在
院日数を確認、また他院との比較を行い、在院日数の短縮の提案を行っ
た。【結論】平成 22 年における当院の平均在院日数は 15.8 日と全国の 2
群病院の 14.0 日よりも長かったが、平成 24 年度調査期間では 14.3 日ま
で短縮した。この結果、当院においての 1日当たり包括範囲出来高点数は
試算上、平成 23 年から平成 25 年にかけては 2622.3 点から 2639.7 点に上
昇していることが判明した。実際、平成 26 年度診療報酬改定において、
当院の診療密度は 2529.8 点で基準の 2482.09 点を越えてDPC2 群病院と
なった。【結語】今後はDPC2 群病院を維持するため、DPC分析を続け、
病院の状況を確認するとともに外部からの情報も注意深く収集し、病院
内に必要な情報発信を継続していことも診療情報管理士の役割である。

P1-28-1 Levetiracetam（イーケプラ）により顆粒球減
少をきたしニューモシスチス肺炎を発症した
1症例

○
む と う はるたつ

武藤 晴達1、松永 力2、加藤 瑞季1、大津 圭介1、菊地 麻美1、
本間 恒章1、明上 卓也1、小松 博史1、金子 壮朗1、藤田 雅章1、
佐藤 実1、寺西 純一1、竹中 孝1、清水 有子2、宇土 仁木2、
森川 一史2

NHO 北海道医療センター 循環器内科1、NHO 北海道医療センター 精神科2

【症例】46 歳男性。精神遅滞、てんかん、結節性硬化症のため重度心身障
がい施設に長期入所中。【現病歴】バルプロ酸ナトリウム、クロバザムの
内服でてんかん発作を抑制されていたが，強直発作・大発作が連日認め
られるようになり、Levetiracetam（イーケプラ）500mg�day が新たに追
加された。開始 6日目に呼吸困難となり酸素飽和度が 70％まで低下した
ため、当院へ救急車にて緊急搬送された。【入院時現症】JCS3、BP87�42
mmHg，HR55�分，呼吸数 32�分、酸素飽和度 81％（酸素 8L�分投与下）、
体温は低体温で測定できず、両側肺音は湿性、DIC スコアー 7点。【経過】
胸部CT検査で両側肺にすりガラス陰影を認め、重症肺炎と診断。高流量
酸素投与（30％酸素、50L�分）とメロペネム投与を開始した。その後、
画像所見に加えて来院時採血で顆粒球数が 684 個�μL と極度に低下して
いること、βDグルカンが高値であることから、ニューモシスチス肺炎が
強く疑われたため、ST合剤の内服を開始した。HIV陰性であったため、
Levetiracetamによる顆粒球減少と考え、Levetiracetamの内服を入院当
日から中止した。その結果、入院 3日目には顆粒球数は 5146 個�μL まで
回復し、間もなく肺炎も治癒した。【考察】ニューモシスチス肺炎は日和
見感染症であり、本症例では顆粒球減少が感染のきっかけとなったと考
えられた。Levetiracetamは比較的副反応が少ない薬剤とされているが、
他の抗てんかん薬と同じように顆粒球減少を引き起おこし、重篤な感染
症に至る可能性が示された。【結語】Levetiracetamが原因の顆粒球減少の
ためニューモシスチス肺炎を発症し、重症呼吸不全に至った症例を経験
した。

P1-28-2 Lymphomatoid granulomatosis の 1例

○
なかむら けいいち

中村 慧一、渡邊 一教、前田 敦、青木 裕之、永瀬 厚
NHO 旭川医療センター 外科

Lymphomatoid granulomatosis（以下 LYG）は稀な疾患であり、肺に好発
するリンパ増殖性疾患である。病理組織学的には壊死を伴う血管中心性、
破壊性の多彩な細胞浸潤が特徴とされる。今回我々は LYGの 1例を経験
したので報告する。症例は 45 歳男性。血痰を主訴に近医受診し、当院呼
吸器内科紹介となる。胸部CT上左肺 S3 に 5.9×1.9×2.5cm辺縁不整な
陰影を認め、PET�CTで軽度集積像を示した。気管支鏡検査では有意な所
見が得られなかった。胸腔鏡下左肺上葉部分切除術を施行し、迅速病理検
査で肉芽腫様病変の診断であった。後日永久病理標本の検査結果では、形
態学的及びEBウイルス感染に関する検査から Lymphomatoid granulo-
matosis Grade1 と診断された。
術後化学療法は行わず外来経過観察中であるが、2年半再発を認めていな
い。

P1-28-3 中年男性に発症し、多発肺転移を伴った原発不
明絨毛癌の一例

○
は な い な な

花井 奈々1、服部 健史2、網島 優2、小倉 滋明2、鎌田 有珠2、
山本 宏司2、武藤 修一3、井上 玲4、大坂 喜彦4、菅野 宏美5、
松野 吉宏5

NHO 北海道医療センター NHO北海道医療センター 初期臨床研修医1、
NHO 北海道医療センター 呼吸器内科2、
NHO 北海道医療センター 消化器内科3、
NHO 北海道医療センター 呼吸器外科4、北海道大学病院 病理部5

絨毛癌は卵巣や睾丸などの生殖器から発生する悪性腫瘍であり、性腺外
原発は稀である。今回、多発肺転移で発見され、睾丸には明らかな異常を
認めず、原発臓器は確定できなかったが、性腺外原発と考えられた一例を
経験したので報告する。【症例】42 歳、男性【主訴】咳嗽、体重減少【既
往歴】特記すべきことなし【臨床経過】2013 年 10 月上旬より咳嗽、体重
減少みられたため呼吸器内科を受診。胸部レントゲンでは両肺にキャノ
ンボール型の結節を多数認めた。胸部CTでは、両肺に最大 5cm大の類
円形結節陰影が多発し、縦隔上部・前縦隔・気管支分岐下には転移によ
ると思われる腫大したリンパ節を認めた。腹部CTでは、腹部大動脈左側
に長径 7cmの不整の結節陰影が腎臓から骨盤腔にかけて認められた。
肝・胆道系・膵・副腎・骨盤臓器に特記事項なし。また、睾丸には肉眼的
には異常なかった。消化管の悪性腫瘍を疑い、消化器内科で上部・下部消
化管内視鏡検査を実施したが、異常なかった。血液検査では、LDH 1680
IU�L と高値、腫瘍マーカーはNSE 28.5ng�ml、CYFRA 80ng�ml、SLX
296.3U�ml、CA125 73.8U�ml、HCG 1460000mIU�ml、S�IL�2R 2306U�ml
と高値を認めた。HS�PSA、CEA、CA19�9、STN、ProGRP、AFP、SCC
は正常であった。診断目的で胸腔鏡下肺生検を施行した。割面が暗赤色の
腫瘍で、組織学的には淡好酸性の胞体と多形性に富む核を有する異形細
胞が胞巣状・シート状に増殖していた。免疫染色では、腫瘍細胞はCK7
（＋）、CK20（�）、c�kit（�）、CD30（�）、AFP（�）で、hCGが強陽性で
あったことから絨毛癌と診断された。
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P1-28-4 有瘻性膿胸に対して膿胸腔掻爬術とEWSに
よる気管支充填術が有用であった1例

○
おくたに だいすけ

奥谷 大介、高橋 健司、西井 豪、宇野 摩耶、坪井 ちづ、
八杉 昌幸、米花 有香、玄馬 顕一、丸川 將臣

NHO 福山医療センター 呼吸器外科

有瘻性膿胸では瘻孔の閉鎖に難渋することも少なくない．今回われわれ
は有瘻性膿胸に対して膿胸腔掻爬術とEWS（endobronchial Watanabe
spigot）による気管支充填術が有用であった 1例を経験したので報告す
る．症例は 85 歳男性．1ヶ月前に出現した全身倦怠感，呼吸困難が改善し
ないため某年 4月近医を受診した．左気胸，左胸水貯留にて当院呼吸器外
科を紹介受診となる．受診時胸部Xp，CTでは左肺の高度虚脱と大量の胸
水貯留を認めた．第 5肋間前腋窩線より留置したトロッカーからの胸水
はやや混濁した漿液性あった．発声時にリークを認め，トロッカー留置後
も肺拡張は得られなかった．1000ml 以上の胸水を除去後の胸部CTでは
左胸腔に隔壁構造を有する多房性の空洞であり胸水貯留を認めた．以上
より有瘻性膿胸の診断にて胸腔鏡手術を施行した．膿胸腔を掻爬後，左 S
8 のサイズ 4mmの陥凹部より気漏を確認しポリグリコール酸とフィブ
リン糊にて閉鎖したが術後 2日目よりリークを認めた．術後 13 日目に再
手術を施行し前回と同じ気漏箇所を同様に閉鎖するもリークは消失しな
かった．再手術後 16 日目に EWSにて B8，B9 を完全閉塞した．以降気漏
は消失しEWS後 6日目に退院した．EWSによる気管支充填術は，責任気
管支が末梢に存在する有瘻性膿胸に対して有用であることが示唆され
た．

P1-28-5 MRSA膿胸に対してピオクタニン持続洗浄が
有効であった一例

○
よ へ な ともふみ

饒平名 知史、平良 尚広、伊地 隆晴、久志 一朗、河崎 英範、
川畑 勉

NHO 沖縄病院 外科

【はじめに】肺切除後の術後合併症として膿胸があるが，起因菌がメチシ
リン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）である場合は治療に難渋する事が多
い．一方，ピオクタニンⓇは術野マーキングなどで色素として使用される
ほか，殺菌消毒薬として使用されることもある．今回，術後MRSA膿胸
に対してピオクタニンを用いた持続胸腔内洗浄とバンコマイシン
（VCM）の併用投与で良好な結果を得た 1例を経験したので報告する．
【症例】75 歳，男性．2008 年 11 月に胸腔鏡下左下葉切除を施行された
（pT2N0M0，stage IB，Sq），2009 年 4 月の定期検査にて高CEA血症が
出現，胸部CT検査で右下葉（S6c）に 9mmの結節が認められた．その後
のフォローアップCT検査で同結節の増大およびその近傍に新たな結節
の出現が認められた為，加療目的で入院となった．【診断・治療】胸部CT
検査上，右 S6c に 2.0cm，S6b に 1.4cmの結節が存在し，PET検査にて
SUVmax＝8.1（S6c），3.5（S6b）と FDG集積が認められた．経過より転
移性肺腫瘍が示唆されたが，他臓器に遠隔転移を認めず，それぞれに対し
肺部分切除を施行した．【治療・経過】術後よりエアーリークを認め 4
PODに自己血を注入．エアーリークの改善後，12PODには抜管となった．
その後，炎症反応値の上昇（WBC↑，CRP↑），胸水貯留の出現，胸水塗
抹にてグラム陽性球菌が認められた為，MRSA膿胸と診断し 14PODに
VCM投与を開始した．しかし，発熱の遷延，胸水貯留の増悪が認められ
た為，24PODに胸腔ドレナージを施行，25PODよりピオクタニンによる
持続洗浄を開始した．洗浄開始後，症状の改善が得られ，培養検査で
MRSA陰性となった為，43PODに抜管となった．抜管後，創感染のため
抗生剤投与，切開排膿を必要としたが，71PODに軽快退院となり，再燃
は認められなかった．

P1-28-6 急性心筋梗塞発症時に胸部異常陰影を指摘さ
れた1例

○
は た だ あつとし

畑田 充俊、有本 潤司
NHO 和歌山病院 外科

【はじめに】高齢化社会の進行と共に多疾患を合併した患者に遭遇するこ
とが多くなった。今回、我々は急性心筋梗塞と診断され、同時に胸部レン
トゲン異常陰影を指摘された症例を経験したので報告する。【症例】症例
は 82 歳男性。17 年前に脳血栓症発症し、左半身不全麻痺後遺症あり。突
然の胸痛を主訴に当院受診。心電図にて II，III，aVf で ST上昇、心エコー
で左室下壁の akinesis と少量の心嚢液を認めた。胸部レントゲンで肺
うっ血はなく、右肺野に coin lesion を認めた。急性心筋梗塞と判断し、緊
急経皮的冠動脈形成術を施行。右冠動脈閉塞、左前下行枝に 99％狭窄を
認めた。責任病変は右冠動脈と考え、bare metal stent による再還流に成
功した。術後より抗血栓療法を施行したために肺腫瘍の精査はできな
かった。心筋梗塞後 40 日目に抗血栓療法を一時中止し気管支鏡検査を施
行するも、診断つかず。PET�CTで肺腫瘍に一致して hot spot を認め、
肺癌疑い（T1bN1M0）にて手術予定となった。術前に負荷心筋シンチグ
ラフィーにて虚血がないことを確認。心筋梗塞後 60 日後に右中葉切除、
縦隔リンパ節郭清術施行。術後出血ないことを確認し、術翌日より抗血栓
療法再開した。病理組織検査でT1bN0M0 であったが、LCNEC，であっ
たために術後化学療法を追加した。現在、術後 1年で再発なく経過してい
る。【まとめ】急性心筋梗塞発症時に胸部異常陰影を指摘された症例では、
再還流時に使用するステントの種類、胸部異常陰影精査の時期、肺に対す
る手術時期に苦慮することがある。本症例では適切に判断し、合併症なく
経過することができた。

P1-28-7 当院における急性肺血栓塞栓症の臨床的検討

○
おおにし やすたか

大西 康貴、福田 泰、加藤 智浩、花岡 健司、白石 幸子、
鏡 亮吾、勝田 倫子、三宅 剛平、横井 陽子、塚本 宏壮、
水守 康之、守本 明枝、寺田 邦彦、佐々木 信、河村 哲治、
中原 保治、望月 吉郎

NHO 姫路医療センター 呼吸器内科

背景：急性肺血栓塞栓症（APTE）の発症要因として先天性素因が知られ
ており、また高齢化により担癌患者のAPTE例の増加も指摘されてい
る。しかし、年齢による背景因子や画像所見の差異に関してはほとんど検
討されていない。目的：APTE例の、年齢の差による患者背景や画像所見
の違いについて検討する。方法：2010 年 4 月から 2013 年 5 月まで当院で
経験したAPTE33 例を、60 歳未満、60 才以上の 2群に分け、臨床背景、
画像所見に関して検討を行った。結果：60 歳未満の群の平均年齢は 43.4
歳で、背景にプロテイン S欠乏症などの先天性素因が多く認められた。60
歳以上の群の平均年齢は 73.8 歳で、担癌患者に発症した症例が約半数認
められた。画像所見に関しては、60 歳未満の群では、全例で単純CTで肺
梗塞を疑う異常陰影（楔状陰影、Hamton’s hump、Central low attenu-
ation）を認めた。一方、60 歳以上の群で肺野に異常所見が認められたの
は 40％と少なく、肺梗塞を疑う異常陰影を呈する症例は 13％とほとん
ど認められなかった。結論：若年のAPTE例は先天性素因を持つ割合が
高く、胸部CTで肺梗塞の画像所見を呈することが多かった。
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P1-29-1 平成26年度診療報酬改定への当院の取組

○
やまさき た だ し

山崎 理志
NHO 南岡山医療センター 事務部企画課

平成 26 年度診療報酬改定においては、超高齢化社会を迎える日本におけ
る、医療・介護の制度の方向性を明確に打ち出し、偏在する急性期病院か
らの転換を迫るものであります。当院は、一般急性期病棟（95 床）、結核
病棟（25 床）、障害者病棟（280 床）の施設基準を届け出ている医療機関
ですが、その中でも一般急性期病棟を始めとした病棟運営の転換を余儀
なくされていることは当院も例外ではありません。今回の診療報酬改定
に対応するために行った当院での取り組みと今後、検討すべき課題につ
いて発表致します。

P1-29-2 急性期病院における病院機能分化への取り組
み～時間外選定療養費の影響～

○
お ば た としはる

小幡 敏治、刈田 浩介、武井 真寿代、土屋 江里、
岡田 美菜子、洲鎌 麻希、青木 みどり、糸洲 正晃、町田 裕

NHO 東京医療センター 事務部企画課 医事室

【背景】2014 年度診療報酬改定では、昨年 8月に最終報告書「社会保障制
度改革国民会議」の内容に基づき実施された。75 歳以上の後期高齢者によ
る「2025 年モデル」に向けた「医療機関の機能分化」が推進された。また
改定の最大ミッションと言っても過言ではない「高度急性期 7対 1入院
基本料」に対し振い落とされる病院も数多く、急性期・回復期・慢性期の
拡大に移行される。当院は東京都西南部に位置し、主に目黒・世田谷を中
心に（150 万人の人口をカバー）高度総合医療施設に位置づけられ、東京
都の地域医療支援病院、三次救急指定病院、CCUネットワーク事業、脳
卒中急性期医療機関、周産期連携病院など総合救急医療施設として救急
診療体制を整備している。2013 年度年間救急患者数は約 22,640 人（約 62�
日）で、近年救急外来の受診患者数が増加している。【目的】現状は、緊
急性を認めない患者において約 7割以上受診されており、本来の目的で
ある入院を必要とする重症患者への迅速な対応に支障をきたしている。
また医師の診療業務軽減、地域連携の推進を目的とし、2014 年 4 月 1 日に
時間外選定療養費を導入した。【取組】導入半年前より、近隣施設の現状
調査を開始し、情報収集のため他施設への訪問を実施した。その後、ワー
キンググループを立ち上げ、導入スケジュール、選定療養費の運用につい
て徴収金額、徴収対象時間、対象患者、また近隣の医師会、消防署、患者
に対しての周知方法など決めた。【方法】6カ月間を対象に調査し、「1
次・2次救急の患者数と応需率」「主訴別」「年齢別」「紹介率」「救急外来か
らの入院患者率」等の傾向を調査した。

P1-29-3 診療情報提供料（250点）の算定について

○
か ま た ひろし

鎌田 洋、酒井 圭一、中村 幸子、垣内 愛、有島 麻梨
NHO 信州上田医療センター 企画課

【目的】
地域医療支援病院である当院にとって、紹介率・逆紹介率の向上が課題
であった。
今回、逆紹介件数について検証した結果、一部の返書・紹介状について診
療情報提供料の算定をしていないことが判明した。この問題点を是正す
ることで、診療情報提供料（250 点）の算定に伴う診療収益の増加と正確
な逆紹介件数（逆紹介率）の把握を目的とする。
【方法】
当院が発行した平成 25 年 8 月分以降の返書・紹介状について算定要件
を満たしているかチェックを行った。
その結果を踏まえ、診療情報提供料について院内周知や算定方法（オー
ダー方法）の見直しを行う。
【成績】
診療情報提供料（250 点）算定実績
24 年度平均 318 件
25 年度平均 455 件
26 年 4 月 582 件
【結論】
今後も医師への継続的な周知徹底を行う必要性がある。
また、取り組んだ結果を、経営改善委員会で報告することにより、
職員の逆紹介率に対する意識の変化が見られた。

P1-29-4 施設基準検証及び退院時アンケートに対する
取り組み

○
か ね こ よ う じ

金子 洋次、野澤 浩
NHO 埼玉病院 事務部経営企画室

当院の施設基準の検証については、毎日行い幹部会議で毎月報告してい
たが平成 25 年 4 月より毎週の幹部会議で報告するようになった。理由と
しては、第一に、検証を毎週実施することにより、基準の未達成になる前
に対策を立てることができること。第二に、幹部職員の施設基準に対する
認識を高め、部下職員に対して現状を周知し職員全員が施設基準につい
ての現状を把握することを目的としている。また、退院患者さんに対し
て、退院時アンケートを実施し、幹部会議で毎週報告を行っている。感謝
の言葉については、各病棟に“アプリシェーション・メッセージ”として
病棟に掲示している。また、ご意見に対しては、幹部会議で検討し、患者
満足度向上につながるように対策を取っていることについて報告する。
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P1-29-5 障害者病棟における有料個室（特別室）の設置
について

○
みなみだて よしえい

南舘 良英1、池上 静男1、小松 成光1、野地 竹夫1、宗像 広1、
宇津木 清子2、山田 則子2

NHO いわき病院 企画課1、NHO いわき病院 看護課2

【緒言】
当院は、重症心身障害児（者）および神経難病に対する医療を担当し、障
害者病棟を中心とした病院である。また、当院は東日本大震災による津波
被害を受け、現在、災害安全対策整備工事を施工しており、津波対策とし
て現在 1階にある病棟を休棟となっている 2階へと移転する工事を進め
ている。当院にはこれまで、有料個室（特別室）が設置されていなかった
が、有料個室に対するニーズは今後増えてくると考え、病棟移転において
は新規に有料個室（3床）の設置を計画している。また、当該工事に関わ
らない移転予定のない病棟においても、これを機に先行して有料個室（2
床）を設置したので報告する。
【方法】
はじめに、近隣他施設における有料個室の病床数や利用料を調査し、当院
の有料個室利用料を設定した。次に、有料個室に配備するベッドや備品等
について看護師長と打合せを行った。改修工事中は入院制限等を実施す
る必要があるため、病棟および医事部門と日程調整を行いながら、約 2
週間の改修工事を経て、平成 26 年 2 月 1 日から有料個室（2床）の利用が
開始となった。
【結果と考察】
有料個室の利用については、事前に会計窓口等へ案内を掲示したことも
あり、事前の問い合わせや入院希望者も多く見られた。利用開始当初から
の入院予約もあり、平成 26 年 2 月から 5月までの利用率は 100％となっ
た。今後も入院希望者が見込まれており、有料個室の需要は高いことが分
かった。
【総括】
有料個室は障害者病棟においても確かな需要が見込まれ、現時点で高い
利用率となっている。今回の結果を踏まえ、快適な入院生活を継続的に提
供できるよう、今後の利用者へのアンケート調査についても検討する。

P1-29-6 査定減ゼロを目指して

○
もりもと ひじり

森本 聖、竹下 裕二
NHO 山口宇部医療センター 企画課 医療事務室

病院において診療収入は収益の大半を占めている。未収金の対策及び回
収、診療報酬の請求漏れ対策等、どれも重要であるが診療報酬請求額の査
定を受けた場合、実施した診療行為が完全に収入として計上されないこ
ととなるため、査定減は病院にとって大変深刻な問題であると考える。当
院では毎月、保険対策委員会を開催している。会議の中で、査定減を一つ
一つ検証し、それぞれのコメディカルの代表者が意見を出し合い、改善策
を医局会等で周知し、医師の査定減に対する意識を向上させ是正を図る
とともに、事務処理上の査定等については関係職員に対して、同じミスを
繰り返さないように指導を行った。また、それと並行して査定減の中で再
請求出来るものを医師と相談しながら洗い出し、再請求理由を吟味し、復
活も数件遂げている。以上の結果、少しずつではあるが査定減が減少し、
職員の知識・意識の向上にも繋がっている。今回、査定減を分析し、当院
が行った対策の結果を数値で報告する。

P1-30-1 定量発注方式を応用した医薬品適正在庫の試
み

○
とみおか じゅんぺい

富岡 准平、和久井 卓、浅尾 直哉、水沼 周市、大塚 誠二、
小山田 光孝

NHO 仙台医療センター 薬剤科

【目的】
仙台医療センター（以下、当院）における医薬品の購入方法としては医薬
品ごとに発注担当者を決めて行っている。各担当者が在庫量を把握しつ
つ、日常の処方状況から必要量を判断し、発注を行っている。そのため、
担当者の不在時は必要量の判断が困難となり、さらに発注者もすべての
医薬品の適正在庫を把握していないため、薬剤によっては過剰在庫に
なったり欠品することもあった。必要量を発注者は感覚や経験に頼って
いたため、このような問題が起きたと考えられる。そこで、適正在庫を定
め、薬剤科の科員の誰もが発注を行えるよう医薬品在庫の標準化を試み
たので報告する。
【方法】
一般流通業界で用いられている代表的な手法の定量発注方式を用い、1ヵ
月ごとの購入量と月末在庫数量から消費量を算出した。過去 12 ヵ月（平
成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月）の消費量を算出し、それを基に発注点、発
注量を定めた。発注点、発注量は包装単位ごとに切り上げた。消費量の算
出にはExel 2013 を用いた。
定量発注方式の一般式を簡略化し、以下の算出式を得た。
発注点＝目標在庫日数×μ＋kσ
μ : 1 日平均需要量
k：安全係数（1 : 68％欠品しない、2 : 95％欠品しない、3 : 99％欠品しな
い）
σ：標準偏差（12 ヵ月の需要量のバラつき）
発注量＝設定在庫（日数分）－発注点
【結果・考察】
標準化を行ったことにより発注業務にかかる時間が短縮され、これらに
より業務負担が軽減され、業務の効率化につながったと考えられる。在庫
金額に与えた影響については現在検討中であり、今後、その結果について
報告したい。

P1-30-2 特定抗菌薬の使用届出方法の変更と管理徹底
による経費縮減

○
た な か まさはる

田中 將晴1、宮部 泰輔1、塚原 優太1、黒川 拓也1、生越 由美1、
東 達也1、長谷川 英利1、上田 善美1、永田 裕章1、十田 達也1、
安達 克明1、古川 哲也1、岡田 弘康1、井上 かおり2、
小松 博史2、吉岡 亮3

NHO 舞鶴医療センター 薬剤科1、
NHO 舞鶴医療センター 感染制御委員会2、
NHO 舞鶴医療センター 臨床研究部3

【目的】抗菌薬適正使用は感染患者の確実かつ安全な治療、耐性菌出現と
蔓延化の防止として重要な問題となっている。 舞鶴医療センター（以下、
当院）では、特定抗菌薬（CFPM、CZOP、IPM�CS、LZD、MEPM、PAPM�
BP、TAZ�PIPC、TEIC、VCM）の使用について届出を電子カルテで行い、
薬剤科での確認の徹底をはかる事で抗菌薬の適正使用を推進している。
今回は経営面からも購入費の縮減が行えたので報告する。【方法】使用届
は連絡書運用からテンプレートを用いた電子カルテ上での記載・管理へ
変更した。管理の徹底策として、薬剤科での調剤時に電子カルテで届出を
確認し、届出されていない場合は払い出しを行わないこととした。期間：
変更前期間 2012 年 4 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日変更後期間 2013 年 4
月 1 日から 2014 年 3 月 31 日比較項目：使用数量、購入金額、Antimicro-
bial use density（AUD）、Days of therapy（DOT）【結果】届出方法の変更
と管理徹底によってAUD、DOTについては減少傾向が見られ、特に高額
品目である LZD、TAZ�PIPC については有意に減少した。結果として使
用数量、購入金額は減少し、年間約 500 万円の縮減ができた。しかし、抗
菌薬適正使用の観点では届出方法の変更当初は有効であったが、時間経
過とともに効果は減少していると思われる。今後は ICTによるさらなる
介入も必要であると考えられる。
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P1-30-3 検査科における試薬等の調達に係る契約の検
討

○
ひがしはら な お き

東原 直輝、木村 一夫、浅田 春生、中村 修斗
NHO 和歌山病院 企画課

【目的】当院の検査科における試薬・消耗品等の調達にかかる契約は、「和
歌山病院式FMS契約」という他の病院にはない特殊な契約方式となって
いる。それは、院内の検査機器に使用する試薬・消耗品等を提供してもら
い、その対価として、臨床検査にかかる保険請求額の 38％を契約業者に
支払うというものである。平成 26 年 3 月末をもって契約期間が満了とな
ることにともない、次期契約方式を検討するため、他の契約方式とのコス
トやメリット・デメリットを比較検討した結果を報告する。【方法】試
薬・消耗品等の調達にかかる契約方式として、以下の 4つの契約方式が
一般的である。1．卸業者と試薬・消耗品等の単価契約を締結し購入する。
（直接購入方式）2．検査機器をリースし、その機器に使用する試薬・消耗
品等の供給を受け、料金は検査実施量に応じて支払う契約。（FMS契約）
3．契約業者が院内のスペースを利用して、機器とスタッフを持ち込み検
査業務を行う契約。（ブランチラボ）4．外部の検査機関に検査を委託する。
（外部委託契約）これら 4つの方式と現契約方式のコストを計算し、また
当院の現在の検査科の状況（検査機器の整備状況・検査技師の人数）を勘
案し、当院に最も合った契約方式を検証した。【結果】検証の結果、当院
の「和歌山病院式FMS契約」方式がコスト面および、検査業務の効率性
の面でのメリットがあり、最も当院に合った契約方式であることがわか
り、同じ方式で契約を更新することとなった。【考察】試算した結果、「和
歌山病院式FMS契約」が最も安価であるという結果となった。今後は実
際に安価となっているかどうか定期的に検証していく予定である。

P1-30-4 医事業務における特定保険医療材料チェック
の徹底

○
た な か たくみ

田中 功
NHO 長崎医療センター 事務部企画課 医事部門

【背景】手術関連の請求、特に特定保健医療材料の請求金額は診療報酬請
求のなかで相当な割合を占めている。漫然と診療報酬請求業務に取り組
んでいるだけでは、償還材料の請求誤り・請求漏れが発生する可能性が
でてくる。そこで、正しく償還材料費が算定されているかのチェックを徹
底し、償還材料の請求誤り・請求漏れを防止していくことで、安定した病
院経営の一助となることを目指すことを目的とした。【現状】償還材料費
の請求誤り・請求漏れが発生していないかのチェックが十分にできてい
ないのが現状である。【対象】償還材料の上位 50 品目のうち、手術材料の
みを対象とした。【対策 1】実際に購入している償還材料費と医事で診療報
酬として請求している償還材料費を突合した。また、物品担当者へ材料の
詳細や請求要件の調査、システムの運用や現場で実際に使用されている
材料を確認することで償還材料に関する情報収集を行った。【対策 2】電子
カルテの手術情報と医事請求情報を比較することで、償還材料費の請求
漏れがないかを調査した。【結果】取組みの結果、活動を行わない場合の
データと比較すると、月平均で約 800,000 円の請求金額の差を解消するこ
とができた。【考察】特定保健医療材料についての算定要件を改めて理解
することができ、診療報酬の請求についてもより知識を深めることがで
きた。【課題】今回の対策が適切であったかを検証していく必要がある。
具体的には、突合できなかった材料をリストアップし、医事・契約、SPD、
手術室の多部門の協力の基、リストの突合を行い、原因を調査していく。

P1-30-5 事務用品の再利用および経済効果の検証につ
いて～廃棄する前に活用を考える～

○
む と う や す よ

武藤 安代
NHO 三重中央医療センター 事務部 企画課

院内における書類等のデータ化は、この数年の間に大幅に進められてき
ている。特に、紙カルテから電子カルテへの移行は代表的な例である。事
務部門においても、メール機能等 ITの積極的な活用によって、ペーパー
レス化が進んでいるところであるが、実際は相当数の書類等がプリント
アウトされ、書庫に保管されている。その保管方法として、大部分が
「チューブファイル」に綴じ込んで保存といった形式であり、院内の大部
分の部署においても同様である。この方式は、効率的であるが、一方にお
いて、経費は年間相当額に膨らんでいる。経営環境が厳しくなっている状
況において、事務部門として、経費節減の観点から、何ができるのかを検
討する中で、従来から保存期間が満了した文書を廃棄するにあたり、
「チューブファイル」も一緒に廃棄している現状があったことから、再利
用を目的として院内に活用方法を啓蒙することで、「チューブファイ
ル」の購入量が減少し、一定の成果を得られたことから、その検証結果を
報告することと併せて、事務部非常勤職員としても、病院経営に参画し、
経営改善に貢献することができたことを報告する。

P1-30-6 コピー用紙の購入金額及び使用枚数の削減の
試みとして

○
か と う や す き

加藤 泰基、柴田 淳、杉山 博美
NHO 榊原病院 企画課 庶務係

【はじめに】当院では現在、各部門が実現可能であろう具体的な数値を改
善目標として掲げ、毎月開催される経営改善委員会の中で取り組みの進
捗及び達成状況を報告し、経営改善を取り組んでおり成果も挙げている
が、事務部門として、毎日各部門が使用するコピー用紙の購入額、払出し
の冊数を少しでも減らす試みを実施したので報告をする。【方法】1冊当た
り（500 枚入）の購入価格と払出しの冊数を設定し、毎月の経営改善委員
会で状況報告をする。払出しを実施するに当たり、従来の伝票請求から受
払簿に記入する方法に変更をした。実施期間は、平成 25 年 4 月から平成
26 年 3 月【結果】当初掲げた改善目標額には残念ながら達成はできなかっ
たが、昨年度実績（平成 24 年度）に対しては、金額にして、149 千円（用
紙見直しによる単価改定分を含む）、払出し冊数にして、122 冊削減するこ
とができた。【考察】払出し方法の変更と毎月使用の状況を数値で示し報
告することにより、各部門が意識をしてコピー用紙の使用数の削減に協
力したこと、企画課の購入単価の低減等小さな積み重ねが効果を奏した
と思われる。【最後に】今後も各部門と協力し、継続していきたいと考え
る。



第 68回国立病院総合医学会 601

P1-31-1 NICUポータブルにおける管電圧の検討

○
た な か み さ き

田中 美沙紀、井上 行男、森部 綾花、木村 百恵、木須 康太、
今田 美香、太田 一郎、麥田 計介、高橋 晃

NHO 佐賀病院 放射線科

【背景】NICUにおける乳児のX線撮影は、ICRP1990 年勧告によると放射
線感受性が大人に比べて 2倍程度高い。そのため、X線撮影により、確率
的影響である小児がんおよび白血病のリスクが高くなる。したがって、撮
影線量とX線画像を最適化することにより被ばく線量を抑える必要があ
る。当院ではCsI 型 FPDを導入し乳児のX線撮影に使用するようになっ
た。被ばく線量低減を目的として、当院で行った従来のCRと CsI 型 FPD
との比較実験では、物理評価ではNEQが 2.5 倍 FPDが高く、ROC評価
では CRの 1�2 の線量でも FPDの方が高い値となった。また、視覚評価
（臨床画像評価）でも、30％程度線量を減らしてもFPDのほうが高くな
り、CR撮影時と比べ 30％ほど線量を減らして撮影を行っている。【目的】
これまでの実験結果から、撮影時の管電圧を 60kVに固定し、30％線量を
下げて臨床使用しているが、より被ばく線量を少なくする手法がないか
検討した。現在の撮影管電圧 60kVから管電圧を高くすることによって
CsI の光への変換効率の高い領域を使うことになり、60kVで撮影するよ
りも被ばく線量を低減させることが可能であると予想される。しかし、コ
ントラストの低下や散乱線の発生により画質の低下が懸念されるため、
管電圧を変化させる手法でも画質が担保され診断に影響がないかを検討
した。【方法】1．管電圧を変化させて自作ファントム撮影時の透過後の線
量を 60kVとの比較を行う。2．コントラスト評価のため、管電圧を変化
させて自作ファントムの透過後のCNRの測定を行う。3．管電圧を変化さ
せて撮影した自作ファントム画像の視覚評価を行う。【結果】当日発表す
る。【結論】当日発表する。

P1-31-2 気胸患者のX線撮影経過観察時（Follow
up）における被ばく低減の検討

○
お し み しゅん

押味 駿1、苫米地 修平1、斎藤 郁里1、高橋 真一2、谷崎 洋1、
勝田 昭一1、日下部 将史1

NHO 東京病院 放射線科1、NHO 埼玉病院2

［背景］当院では平成 26 年 1 月より一般撮影システムをCR（Computed
Radiography）方式からFPD（Flat Panel Detector）方式へ更新したため、
患者被ばくの低減を目的とした撮影条件の見直しを行った。この中で気
胸の経過観察時の撮影条件に着目し、若年層の被ばく低減について検討
したので報告する。［目的］当院の気胸患者は胸腔ドレーン挿入後～抜去
までに約 10 回胸部単純撮影を実施するが、挿入時と抜去時以外の経過観
察では低線量での撮影が可能か検討する。また、どの程度までの低線量撮
影が可能かを検討する。［使用機器］X線発生装置：KXO�80G TOSHI-
BAFPD装置：DR�ID 600 FUJIFILM胸部ファントム：N�1“ラングマ
ン”京都科学［方法］胸部ファントムを用いて、撮影距離 200cm、管電圧
を 120kVに固定し、mAs値のみを変化させた。平成 25 年度の厚生労働特
別研究事業で行った多施設でのアンケート調査で求められた健康診断の
平均線量である約 4mAs を基準に設定し、そこから 3.2、2.5、2.0、1.6、1.2、
1.0mAs と 20％ずつ線量を落として撮影を行った。得られた画像をフィ
ルムに出力し、肺野の評価を当院の医師および診療放射線技師で視覚的
に行った。［結果・結語］胸部ファントムでの評価は、肺の虚脱の進行を
観察する目的ならば、1.0mAs 撮影が可能という結論に至った。暫定的な
決定だが、今後は「低線量撮影で可」というオーダーコメントを設け、選
択できるようにすることで低線量撮影の臨床データを集め、より多くの
医師に評価してもらい実臨床での最適線量を検討中である。

P1-31-3 新生児胸腹部撮影における新方式小サイズ
FPDシステムによる被ばく低減の検討

○
なかじま き し こ

中島 貴志子1、鳴海 知秋1、平松 千春1、丸山 智之1、
大坪 恵理子1、田中 英之1、高橋 正志1、浅野 圭亮1、
染森 太三1、藤田 智之1、堀口 弘1、村石 泰伸2、堤 義之1、
野坂 俊介1

国立成育医療研究センター 放射線診療部1、
NHO 高崎医療センター 放射線科2

【目的】新生児は放射線感受性が高いため、低線量で診断可能な画像を得
ることが重要である。そこで現在使用している両面集光型CRシステム
（以下 STBD）と保育器に挿入可能な新方式小サイズFPDシステム（以下
CsImini）を比較し、診断可能な画質を保ちつつどの程度線量を下げるこ
とができるのかを検討した【方法】各システムの鮮鋭度評価（MTF）、ノ
イズ特性（NNPS）、X線変換効率（DQE）を測定し、物理評価を行った。
STBDの通常の撮影条件を 100％線量として、10 段階に線量を変化させ
新生児ランドファントムを撮影し、正規化順位法により評価し、CsImini
で診断可能な画質が得られる最適線量を決定した。各システムで臨床画
像を取得し、解剖学的評価ポイントを設定し、医師による視覚評価を行
い、各システム間の評価に有意差があるか一対比較の評価であるWil-
coxon 符号付順位検定にて解析した【結果・考察】物理評価では 1cycles�
mmにおいてCsImini の STBDに対する比率は、鮮鋭度評価（MTF）は
1.37、ノイズ特性（NNPS）は 1.10、X線変換効率（DQE）は 1.69 となり、
すべてにおいてCsImini が優れていた。正規化順位法では上限・最適・
下限線量ともに STBDより低線量側に分布していた。またCsImini で診
断可能な画質が得られる最適線量は 50％線量となった。現在撮影してい
る STBD100％線量と CsImini50％線量にてそれぞれ取得した臨床画像
の医師による視覚評価の一対比較の評価であるWilcoxon 符号付順位検
定の解析結果より、CsImini50％線量にて取得した臨床画像は、STBD
100％線量と比較して、同等以上の画質を保つ結果となったが、撮影装置
の低線量側の不安定性やFPDへの到達線量を考えると 50％線量より低
減するには慎重になる必要がある

P1-31-4 全脊椎撮影における目標EI 値の検討

○
いしばし だいすけ

石橋 大典、若松 和行、上田 智弘、持木 和哉、谷島 義信
国立国際医療研究センター 放射線診療部

【背景】
デジタル一般撮影装置におけるX線画像の撮影感度は、各装置間に独自
の感度指標値が提供されている。そこで国際電気標準化委員会（IEC）は
新たな指標値Exposure Index（以下、EI）を定め、感度指標値の標準化
を提案した。
【目的】
当院におけるFPDシステムを用いた全脊椎撮影の撮影条件に対して検
討を行い目標EI 値を決定する事で、更なる線量低減を目的とした。
【方法】
人体ファントムを用いてmAs値以外の条件を一定とし、mAs値のみを
4～32mAs の 6 段階の条件に変化させ撮影を行った。得られた画像に対
して視覚評価を行うことで全脊椎撮影の適正線量を検討した。評価方法
は、各撮影条件で撮影した画像を当院の放射線技師による順位付けを行
い、正規化順位法を用いて解析を行った。画像の視覚評価の基準には、
Cobb 角計測が可能である事、腸骨稜骨端核が視認可能である事、全体の
アライメントが視認可能である事の三点を挙げた。
【結果】
正規化順位法により距離尺度に変換した結果より、4mAs～12.5mAs のそ
れぞれの正規化スコアの差分は最小有意差距離より大きく、画像に有意
な差を認めた。また 16mAs～32mAs については最小有意差距離より差分
が小さく、画像間の有意差は認められなかった為、16mAs まで線量を下
げることは可能であると考えられた。以上の結果より目標EI 値は 350～
450 となった。
【考察】
16mAs～32mAs に関しては、線量の変化と比較して正規化スコアの結果
に大きな差が見られなかった。これは今回の実験が、視覚評価による相対
的な評価に起因している為と考えられ、正規化順位法が持つ特性と考え
る。
【結語】
当院での現条件と比較し概ね 3�5 程の撮影条件にて撮影する事が可能で
あると考えられた。
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P1-31-5 個人の医療被ばく線量推定方法の一考

○
お ち たかひろ

越智 隆浩
NHO 旭川医療センター 放射線科

【目的】我々、診療放射線技師の重要な役割の一つに、医療被曝線量の管
理がある。昨今の医療機器の進歩は目覚ましく、放射線検査の需要は増加
の一途である。放射線検査は患者にとって多大な恩恵をもたらす一方で、
検査による医療被曝もまた増加傾向にある。本邦では日本放射線技師会
が各検査部位の推奨線量の上限値を低減目標値として公表している。し
かし、患者個人毎の医療被曝の管理は非常に煩雑であり工夫が必要であ
る。今回、我々は胸部の単純撮影について電離箱線量計を用い実際の撮影
から得られた撮影タイマーの値から入射表面線量（mGy）を求め、撮影タ
イマーの値と入射表面線量（mGy）について相関分析を行う。【使用機器】
X線装置：東芝社製KXO�50SS 電位計：ラドカル社製放射線モニター
9015 型イオンチャンバ：10×5�6 型【方法】胸部撮影条件は 120KV、250
mA、距離 175cm、ホトタイマーを使用。管電圧と菅電流は一定であるた
め、患者毎の撮影タイマーの値を記録する。患者毎に体厚を測り、焦点皮
膚間距離を求める。得られた各患者の測定値より、放射線モニターを使用
して入射表面線量（mGy）を求める。撮影タイマーの値と入射表面線量
（mGy）について相関分析を行い、変換グラフを示す。【結果】撮影タイマー
の値と入射表面線量（mGy）については Pearson の相関係数 rは 0.990
となり高い相関関係にあるとみなせる。このことから変換グラフより撮
影タイマーの値から入射表面線量（mGy）への変換が可能であると考え
る。【考察】今後、腹部や他の撮影部位にも今回の方法を試みたい。また、
機会があれば今回使用した測定機器以外を併用し、より信頼のおける被
ばく線量評価を実施したい。

P1-31-6 ディジタル画像における線量低減の可能性の
検討

○
や の かおる

矢野 薫
国立療養所大島青松園 放射線科

［目的］
CRとワイヤレスフラットパネル（FPD）における各撮影条件における画
像特性を調べ、線量低減の可能性について検討を行った。
［使用機器］
KONICAMINOLTA社製 REGIUS MODEL190、
KONICA MINOLTA社製画像診断ワークステーションCS�7、
KONICA MINOLTA社製 CRカセッテ REGIUS RS�110、
KONICA MINOLTA社製AeroDR1417HQ AeroSync、
Radcal 社製 Accu�Pro�10X6�6 イオンチェンバー
［実験方法］
各線質における入出力特性及びその線質に対するCRと FPDにおける
画質特性を調べた。また、CR及び FPDで適正な撮影条件を設定し、CR
と FPDにおける各撮影条件における画質特性を調べ、従来のCR装置で
の適正な撮影条件からどの程度線量低減の可能性が示唆されるか検討を
行った。
［結果］
画質を損なわないための線量低減はどこまで可能か検討を行った。従来
のCR装置と比べ、FPD（AeroDR）では同等の画質を得るのに 1�2 から
1�3 の線量低減が可能であると考えられる。

P1-31-7 X線透視検査における術者，介助者の被ばく線
量低減をめざして

○
お お た りゅうすけ

太田 竜介、東野谷 光弘、久木 繁行、岡本 誉、片山 保
NHO 東近江総合医療センター 診療放射線科

【背景】
当院は 2013 年 5 月に 100 床増床し，地域の中核病院として再スタートし
た．救急受け入れ態勢が強化され，時間外の救急検査・治療も増加してい
る．X線TV室で行うERCP等の検査・治療件数も増加し，それに伴い術
者・介助者の被ばく線量が増加傾向となった．
【目的】
X線透視検査における，術者・介助者の被ばく線量低減を目的とした．
【使用機器】
島津製作所製 FLEXAVISION F3 package
保科製作所製 防護クロス
Victoreen 社製 サーベイメータ
RadCal 社製 ACCU�GOLD
京都化学社製 タフウォーターファントム
【方法】
軟線除去フィルターを追加するとともにX線の照射範囲を覆うX線TV
装置用散乱線防護クロス（以下，防護クロス）を採用した．そして，軟線
除去フィルター追加および防護クロスの追加前後にて空間線量を測定
し，軟線除去フィルターと防護クロスの有用性を検討した．
【結果】
軟線除去フィルターと防護クロスの導入により大きく被ばく線量を低減
できることがわかった．また，軟線除去フィルターの追加は，術者・介助
者だけでなく患者の被ばく線量低減にもつながると考えられる．
【結語】
軟線除去フィルターの追加と防護クロスの使用により術者・介助者の被
ばく線量が大幅に低減した．

P1-32-1 AIDR 3Dにおける頭部再構成関数の違いによ
る画質評価について

○
いわさき ゆ う き

岩崎 友樹、大西 康彦、書川 拓也、大川 雅彦、上垣 忠明
NHO 和歌山病院 放射線科

【背景】当院では平成 25 年 11 月より東芝社製Aquillion PRIME（80 列）が
導入され、逐次近似を応用した再構成法（以下AIDR3D）を行い、被爆低
減を行えるようになった。【目的】ファントムを用いた物理評価を行い、
頭部領域におけるAIDR3Dと再構成関数の違いによる画質評価の比較、
検討を行う。【方法】現在使用している頭部撮影条件下での各種類別の
AIDR3Dを以下の項目について評価を行う。また、関数の変化による画質
変化についても評価を行う。1．Cat phantomを用いた SD値の変化によ
る画質評価 2．Cat phantomを用いた低コントラスト分解能評価 3．ワイ
ヤー法によるMTF測定【結果】1．AIDR OFFの場合とweak、mild、stan-
dard 及び関数では、ほぼ SDの変化は見られなかった。2．低コントラス
ト分解能においてはAIDR3D OFFの場合とweak との差は殆ど見られ
なかったが、AIDRの掛ける割合を増すごとに低コントラスト分解能は
下がっていく傾向にあった。また、関数においても低コントラスト分解能
に差が見られた。3．MTFにおいてはAIDR3D OFFの場合で最も高コン
トラスト分解能は良い値になり、AIDRの割合を増すごとに値は低下し
ていき、関数においても変化が見られた。【結語】頭部撮影条件において
の各種類別のAIDR3Dの特性を理解することができ、再構成関数の違い
による画質評価の比較検討も行うことができた。
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P1-32-2 頭部CTにおけるビスマス含有放射線防護
シート使用法の基礎的検討～画質と線量低減
効果の評価～

○
わたなべ たかひろ

渡邉 貴洋1、石原 敏裕1、野村 恵一2、森 拓真1、土田 吉弘1

NHO 埼玉病院 放射線科1、国立がん研究センター東病院 放射線部2

【背景】近年、被ばく低減技術の進歩は著しく発展しているが、臓器感受
性を考慮した被ばく低減機構がないCT装置では、放射線感受性の高い
部位（水晶体、甲状腺、乳房等）を防護することが困難である。放射線被
ばく低減を目的としたビスマス含有放射線防護シート（Bi シート）を頭部
CT撮影に応用し、画質を維持しつつ、被ばくが低減される使用法の確立
が望まれる。
【目的】頭部CT撮影におけるビスマス含有放射線防護シートの使用法に
ついて検討した。
【使用機器】CT装置Aquillon64（東芝社製）直径 160mmφ水ファントム
直径 160mmφCTDI ファントム ビスマス含有放射線防護シート：EYE
SHIELD（FLAIR 社製）電離箱型線量計 9015 型 CT用電離箱 10X5�3
CT（Radcal 社製）
【方法】頭部CT撮影条件（Non�Helical Scan）にて水ファントム表面から
Bi シートの距離を 0～5cmと変化させた場合における、CT値の変動・
SD値の 5点平均の変動・NPS（仮想スリット法）、およびCTDI ファント
ム 0̊ の位置における線量低減率について比較検討した。
【結果】水ファントム表面からBi シートの距離を 0cmから 5cmに移動さ
せるとCT値は 20HUから 4.7HUに、SD値は 4.8 から 2.7 となった。また
NPSは、水ファントム表面からBi シートの距離を離すと改善した。線量
低減率は、Bi シートの有無で最大 37％減少した。
【結論】Bi シート使用時において、CT値の変動を最小限に抑え、水ファ
ントム内のCT値、SD値が均一となる水ファントム表面からBi シート
の距離は 3cm以上であると考える。しかし、距離の拡張は側方からの直
接線の影響を増加させる。そのため、画質と線量低減率の観点から 3cm
の位置に設置し使用することが最適である。

P1-32-3 CT線量シミュレーションソフトウェア（Im-
pact dose）を用いた被ばく線量評価の最適化
に向けた検討

○
にしきみ ま い

錦見 茉衣、新井 知大、荒井 美紀、篠崎 雅史、阪本 佳代、
谷島 義信

国立国際医療研究センター 放射線診療部門

【目的】
CT線量シミュレーションソフトウェア（Impact dose）の精度について

CT Dose Index（CTDI）32を指標とした実測値との整合性を評価する。
Impact dose を用いて患者の体型を加味した Size�specific Dose Esti-
mates（SSDE）を平均的な日本人の体格と欧米人の体格で計算し、CT
Dose Index volume（CTDIvol）との相違を比較検討する。
【方法】
当院の腹部単純CT検査撮影条件でCTDI32ファントムを撮影し、CTDI
の実測値と Impact dose から求めた CTDI を比較検討した。CT装置は
SIEMENS SOMATOM Definition flash を用いた。
Impact dose に同撮影条件およびシミュレーション条件（身長、体幅、体
厚）を設定し日本人と欧米諸国における 30 代男性の SSDEを算出した。
【結果】
Impact dose により算出したCTDI 値の実測値に対する誤差はいずれも
10％以内となり、不変性試験に用いられる±20％の許容誤差範囲内で
あった。30 代男性の SSDEは日本、USA、フランス、ニュージーランド
でそれぞれ 9.83・8.06・8.82・8.95 mGy となった。
【考察】
日本人は他国と比べて平均的に体格が小さいため SSDEが高くなったと
考えられる。SSDEの算出により最大約 18％の差がみられた。体格の小
さな日本人では同じCTDI でも欧米より過照射の傾向があるとわかっ
た。
【結語】
Impact dose は装置に依存せず、10％以内の誤差範囲の中でシミュレー
ションが可能である．Impact dose を用いることで、体型を考慮した
SSDEの計算が簡便化した。

P1-32-4 胸部CT検診におけるモンテカルロソフト
ウェアを用いた被検者の被ばく線量の推定

○
ほ り た た つ や

堀田 竜也、鳥居 純、島田 直毅、北川 まゆみ、永井 優一、
井原 完有、麻生 智彦

国立がん研究センター中央病院 放射線診断科

【背景】CTの実効線量推定には、ランドファントムを用いた実測または被
ばく線量推定ソフト ImPACTを用いことが一般的である。これらの方法
は、標準体型の被ばく線量を推定する方法であるため、異なる体格の被ば
く線量を推定することは困難であった。2010 年リリースされたX線 CT
モンテカルロシミュレーションソフト ImpactMCを用いることで、体格
の異なる様々な被検者の被ばく線量を推定することが可能となった。【目
的】当院の撮像条件で胸部CT検診における被ばく線量を推定し、体格の
異なる被検者でどの程度被ばく線量に差が生じているか明らかにする。
【方法】当院の胸部CT検診の撮影条件（120kV，35mA，0.5sec�rot，BP ;
0.825，FOV ; 350or320）を用いて、被検者の撮像画像よりシミュレーショ
ンを行い被検者の線量分布を求めた。次に、被検者 30 例を体格ごとに 3
群（BMI ごとに 痩せ型＜18.5、18.5≦標準≦、25＜肥満、各 10 例）に分
類した。体格による線量分布と各群の体格と被ばく線量の関係、男女差を
求めた。【結果・考察】肺野領域の線量分布は、肥満群は痩せ型群より線
量不足の傾向が視覚的に明らかとなった。シミュレーション結果より各
群の被ばく線量を求めると、体格によって被ばく線量に差があることが
確認できた。同じ体格でも男女間で比較すると被ばく線量に差が生じた
のは、乳腺組織が影響するためと考えられる。【結語】ImpctMCを用いる
ことで体格の異なる被検者の被ばく線量を推定することができ、体格と
線量の関係を明らかにすることができた。

P1-32-5 低管電圧撮影による小児腹部造影CT撮影条
件の検討

○
あ さ の けいすけ

浅野 圭亮、宮嵜 治、野坂 俊介、宮坂 実木子、堤 義之、
北村 正幸、北見 昌広、今井 瑠美、高橋 正志、藤田 智之、
堀口 弘、堀内 哲也

国立成育医療研究センター 放射線診療部

【目的】腹部造影CT検査時に管電圧 120kV撮影よりも造影効果向上が期
待できる 80kV撮影における至適撮影条件を比較検討する。今回 120kV、
80kV撮影の小児腹部造影画像におけるコントラストノイズ比（以下
CNR）を求める事と、逐次近似を応用した画像再構成法（以下ASiR）を
応用して仮想的に画像ノイズ（以下 SD）を変えた 80kV小児腹部造影画
像の視覚評価を行い、低管電圧小児腹部造影CT検査の至適撮影条件を
検討する。【方法】対象とする体重群を、当施設CT体重別カラープロト
コルに従いピンク 6.0�7.5kg、レッド 7.5�9.5kg、パープル 9.5�11.5kg の 3
区分とし、合計 46 人分のデータを取得した。80kVを臨床使用するにあた
り予備実験として、120kV撮影時の被ばく線量指数CTDIvol と同等に
し、SDの変動をファントム撮影にて確認した。次に 120kV、80kVにて撮
影した腹部造影画像の肝門部レベルの腹部大動脈と肝実質各 3点の CT
値と SD値を計測しCNRを算出した。現在、当施設の小児腹部造影CT
撮影ではASiR : 50％処理画像を提供しているが、今回取得した 80kV
撮影画像のASiR 処理掛け率を 40％、30％、20％と変え仮想的に SDを下
げた画像を作成し、放射線科読影医による視覚評価を行った。【結果】
CTDIvol を同等にする事により、管電圧を変えても SDは担保された。
120kVに比べ、80kV撮影画像のCNRは 1.36 倍になった。視覚評価の結
果、仮想 20％減のASiR 処理画像で読影可能となった。【結語】低管電圧
撮影による小児腹部造影CT撮影条件は、従来よりも被ばく線量低減可
能である。
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P1-32-6 仮想単色X線CT画像の基礎的検討“CT－相
対電子密度変換テーブルの作成”

○
ふじもり あきふみ

藤森 章史、澤田 聡、川崎 禎弘、茅根 弘和、細越 光夫
NHO 水戸医療センター 放射線科

【背景および目的】当院に新しく導入された二管球搭載型CT装置（SIE-
MENS SOMATOM Definition Flash）では、二種の異なるエネルギー
（Dual Energy モード）を用いて撮影を行い、アプリケーションを使用す
ることによって任意の仮想単色X線 CT画像を作成可能である。仮想単
色X線画像を用いることで、金属アーチファクトの影響を低減した画像
を取得でき、より正確な画像情報を表示できる。今まで、金属アーチファ
クトにより得られなかった部分の情報が得られることで、放射線治療に
おいて照射部位付近に金属留置・置換されている場合でも、線量計算の
精度向上に繋がり放射線治療に応用できるのではないかと考える。そこ
で、治療計画時に必要となるCT－相対電子密度変換テーブルを作成する
ことを目的に、仮想単色X線 CT画像において、エネルギーとCT値の関
係について基礎的検討を行った。【方法】1．Dual Energy にて CT値－電
子密度測定ファントムを撮影して複数の仮想単色X線画像を作成し、CT
－相対電子密度変換テーブルを取得する。2．マルチスライスCTテスト
ファントムに人工股関節を模した金属を固定しDual Energy にて撮影し
たのち、複数の仮想単色X線画像を作成し、特定部位のCT値を計測す
る。また金属が無い状態のファントムも撮影してCT値を計測する。3．
治療計画装置にて、2．で取得した画像を用いて放射線治療計画を行い、
金属アーチファクトの有無による治療計画への影響を比較する。【結果お
よび結論】仮想単色X線により金属アーチファクトを低減させた画像は、
より正確なCT値を表示できた。また、より正確なCTを取得できたこと
により、放射線治療計画における線量計算の精度向上に有効であるとい
える。

P1-32-7 下肢CTA検査における低管電圧撮影の検討

○
むらやま じゅんいち

村山 淳一、北口 貴教、山本 靜成
NHO 熊本医療センター 放射線科

【背景・目的】当院CT装置では、被ばく低減機構として逐次近似再構成
「SAFIRE」が搭載された。SAFIRE を用いることでノイズの低減が可能
であり、SAFIRE の有効活用において低管電圧撮影が挙げられる。低管電
圧撮影によりヨードの造影効果が上昇することが知られているが、人体
組織の画像への影響についてはあまり評価されていない。今回、管電圧の
違いによる人体模擬組織及びヨード造影剤のCT値の変化、石灰化によ
るブルーミングアーチファクトの影響を把握することで、下肢CTA検査
における低管電圧撮影の有用性を評価した。【方法】1．管電圧の違いによ
るCT値の変化を把握するため、プラスチック容器内にレバー、鶏肉（も
も）、ラード、鶏卵の殻、希釈造影剤を封入したシリンジを固定した自作
ファントムを、各管電圧（80・100・120kV）で撮影を行いCT値の測定を
行った。また、石灰化におけるブルーミングアーチファクトを評価するた
め、鶏卵の殻を封入し撮影した画像に対して直交する方向のプロファイ
ルカーブを作成し、半値幅及び 1�10 値幅を測定した。2．鶏卵の殻と希釈
造影剤で作成した模擬石灰化下腿ファントムを各管電圧で撮影を行い、
視覚評価を行った。【まとめ】管電圧を低下させると希釈造影剤のCT
値は上昇し、高コントラスト分解能は向上した。しかし、管電圧を低下さ
せるとブルーミングアーチファクトが増加した。下肢CTA検査における
低管電圧撮影は、石灰化がない患者には有用だが、石灰化病変がある場合
は血管内腔が過小評価される可能性があるため注意が必要であると示唆
された。

P1-32-8 PhyZiodynamics を用いた心電図同期CT画
像における画像特性について

○
ほ ん だ よしあき

本田 啓明
NHO 千葉医療センター 放射線科

PhyZiodynamics は Ziosoft 社が開発したポストプロセッシング技術であ
る。画質の向上や被ばく低減を目指し，この技術の画像特性を把握するた
め検討を行った。PhyZiodynamics は，設定項目としてNumber of Adja-
cent Phases とWeighting が存在し，数値を選択する。Number of Adja-
cent Phases は 1 か 2 を，Weighting は 0.3，1，0.7 を任意に選択すること
ができる。今回はCoronary CTを想定し，64 列MDCTを用いて水ファン
トムに対して心電図同期撮影を行った。画像 SD : Standard Deviation が
約 20～50 となるように線量を変更した 11 種類の画像において，PhyZ-
iodynamics の各種設定項目を変更し解析を行った。NPS : noise power
spectrumは，Number of Adjacent Phases 1，Weiting 0.3 の設定条件のと
き最もノイズ低減効果が大きく，各周波数帯域においてノイズ低減効果
を認めた。SDは，Number of Adjacent Phases 1，Weighting 0.3 の設定条
件に注目すると，画像 SDが約 27～33 の線量帯域のとき最も低減効果が
あり，約 5％の低減効果を認めた。これらのことを踏まえると，今回の撮
影条件において PhyZiodynamics は画質を担保したまま SD2～3 の被ば
く低減が可能であると考えられる。目標とする SDが約 30 という点にお
いてもCoronary CTとの相性がよく，Coronary CT撮影時には PhyZ-
iodynamics を積極的に用いるべきである。

P1-33-1 冠動脈CT検査の診断精度―診断CAGを真
として検討―

○
たかはし や よ い

高橋 弥生1,2、北迫 郁雄1、新見 聖司1、辻 哲平2、植木 敦2

NHO 高松医療センター 放射線科1、NHO 高松医療センター 循環器内科2

【目的】当院では、2008 年より冠動脈CT検査を開始し、現在まで順調に
検査件数を重ねている。そこで今回、冠動脈CT検査にてCAG要精査と
なった症例を抽出し、冠動脈CT検査結果の診断精度を検討する。【方法】
2012.1 月～2014.4 月の期間に冠動脈CT検査を施行した患者 177 名のう
ち、冠動脈狭窄 75％以上の病変が認められたことでCAGにて冠動脈精
査となった患者 32 名を対象とした。また、AHA分類に基づき、冠動脈を
＃1から＃15 の 16 セグメントに分け、CAGと比較し当院で行われてい
る冠動脈CTの診断精度について調べた。【結果】対象 32 名の全 515 セグ
メントにおいて、冠動脈CT検査にて冠動脈狭窄 75％以上と認められた
のは 73 セグメントであった。また、診断CAGにて冠動脈CT検査と同様
に冠動脈狭窄 75％以上と診断されたのは 55 セグメントであった。（陽性
的中率 75.3％）さらに、冠動脈CT検査の感度は 76.4％、特異度は 96.0％、
偽陽性率は 4.06％、偽陰性率は 23.6％、陰性的中率は 96.2％であった。
【結論】冠動脈CT検査は、特異度と陰性的中率が高いことに加え、非侵
襲的かつ比較的容易に冠動脈形態評価ができるため、冠動脈疾患のスク
リーニングに有用である。だがその一方で、アーチファクトの強い石灰化
病変では狭窄率が過大評価される場合や動きによるアーチファクトによ
り正確なCT評価が困難である場合もあるため、冠動脈CT検査のみな
らず、臨床症状や他検査結果を踏まえて総合的に判断すべきである。
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P1-33-2 大腸CT検査の紹介と有用性について

○
といはた のりたか

問端 則孝、佐野 常昭、梶谷 弘、齊藤 貢
NHO あわら病院 放射線科

【背景】当院で大腸CTを行うようになり、送気装置を購入。月に 4～8
件行うようになった。また、実施されている施設が少なく、実際にどのよ
うな検査を行い、問題点があるか紹介する。

【目的】デジタル解析とその後行われるCFの検査比較により、大腸CT
の有効性と検査手順をもう一度検討する。

【方法】仰臥位撮影後、腹臥位撮影する。その後、CF検査が行われる。CT
画像と CF画像および検査結果を比較し、問題点を探る。

【結論】前処置が正しく行われないと、大腸がうまく膨らまず、ブライン
ドが多い画像ができる。体格差で掃気する量とスピードを調整しないと
画像に差が出る。二酸化炭素は体に吸収するスピードが速い、そのため検
査時間はできるだけ短くしないと大腸がうまく膨らまない。

【まとめ】学会発表までに、検査データの整理と問題点をまとめ、ポスター
を作成する。

P1-33-3 肺動脈CTA検査時におけるAdamkiewicz
動脈同時描出条件の検討

○
かわしま り か

川嶋 里佳
NHO 東近江総合医療センター 放射線科

【背景】
当センターは呼吸器疾患認定施設として地域の中核的な役割を担ってい
る．このことから呼吸器疾患患者に対する多種の検査をはじめ，癌治療・
IVRが盛んに行われており，中でも気管支動脈塞栓術（以下BAE）の件
数が増加傾向にある．
【目的】
呼吸器外科入院時のルーチン検査となっている肺動脈CTA検査時にお
いてBAEを行う際にリスク血管となるAdamkiewicz 動脈の同時描出を
行うことを目的とした．
【方法】
造影剤注入時間 30sec，体重当たりの注入ヨード量（mgI�kg�sec）を一定
とし，生理食塩水の後押し速度と注入量を変化させ撮影を行った．
【結果】
生理食塩水の後押し速度と注入量を変化させ，耐圧チューブ内の造影剤
と静脈内の造影剤を利用することで，肺動脈とAdamkiewicz 動脈・気管
支動脈の同時描出が可能な症例があった．
【結語】
肺動脈CTAの際にAdamkiewicz 動脈を同時描出することで血管の分
岐・走行を事前に把握でき，BAEにおいてのリスク軽減を図れた．

P1-33-4 肺癌術前における肺表面3DCTの有用性につ
いて

○
ち が み まさくに

千上 将邦1、泉 登久1、大道 秀敏1、二保 忠紀1、池田 敏夫1、
熊副 洋幸1、樋口 隆男2

NHO 大牟田病院 放射線科1、NHO 大牟田病院 呼吸器外科2

【目的】近年、肺癌の術式は開胸術からより侵襲の少ない胸腔鏡補助下手
術（video assisted thoracic surgery : VATS）に移行してきている。しか
し、小さな開胸創からの肺動静脈剥離操作は血管損傷のリスクも高く、高
度な知識や技術、経験を必要とする。このため、術前に血管走行を把握す
ることは重要であり、肺動静脈の 3D画像を作成することが一般的となっ
てきている。また、VATSでは術野が小さいだけではなく触診し難いなど
の制約があり病変の同定が困難な場合がある。この様な場合、手術直前に
CTガイド下で病変近傍にマーカーを留置するCTガイド下マーキング
がしばしば行われる。しかし、CTガイド下マーキングでは気胸や空気塞
栓症などの合併症を起こす可能性がある。そこで術前に肺表面の 3D画像
を作成し、肺表面の引きつれなどの変化からVATSの際の病変位置の同
定に役立てることができないか検討を行った。【方法】術前CTよりスラ
イス厚 0.625mm、スライスギャップ 0.625mmで再構成したデータをワー
クステーションで処理し、肺表面の 3D画像を作成する。作成した 3D
画像と実際の術中所見の比較検討を行う。【結果・考察】当日会場にて報
告する。

P1-33-5 3DCTAngio 検査におけるVR画像の最適な
表示条件の検索

○
こ の み やすひと

許斐 康仁、澤田 聡、茅根 弘和、細越 光夫
NHO 水戸医療センター 放射線科

【目的】当院では 3D�CTAngio 画像は画像診断ワークステーションを用
いてMIP 画像とVR画像を作成している。VR画像では作成者によって
画像表示条件（WINDOW幅�レベル）を変更し、見やすい条件として表
示しているのが現状であり、作成者によって血管の太さや画質の差が生
じてしまうため、経時的に行われる follow up において、比較するのに好
ましくない結果となっている。また当院では 2種類の画像診断ワークス
テーションを画像処理に用いているため、機種ごとの画像表示条件の違
いも影響があると思われる。今回、我々は、血管径・CT値ごとの最適な
画像表示条件を検索し、VR画像の最適化を行い、それを技師間で統一す
ることで再現性の面でよりよい表示条件を検討することを目的とする。
【方法】CT値が異なるように造影剤を希釈し、内径が異なるポリエチレン
チューブ内に満たして仮想血管とした。この仮想血管をプラスチック容
器内に配置し、水を満たして自作ファントムとした。自作ファントムを
CT装置で撮影し、撮影した画像から任意の画像を選び ImageJ を用いて
Profile Curve を作成し、半値幅から内径を算出した。算出した内径に一致
するように、画像処理ワークステーション上での表示条件を変更し、CT
値と表示条件の関係を検討した。【結果】CT値が高いものでは実際の
チューブ内径よりも太く表示され、CT値が低い場合は細く表示された。
これをもとに作成画像の表示条件を調整することで、実際の内径に近づ
けられた。【考察】今回最適な画像表示条件の検索により、再現性のある
画像を作成することができた。経時的に行われる、follow up 検査において
VR画像でも再現よく表示することが出来ると考える。
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P1-33-6 当院におけるワークステーションを用いた脳
動脈瘤手術支援画像のマニュアル化

○
たけもと かずひろ

竹本 和弘1、長沼 洋1、関本 博之1、古澤 正樹1、倉島 勝治1、
松永 太1、瓜生 康浩2

NHO 横浜医療センター 放射線科1、NHO 横浜医療センター 脳神経外科2

【背景】当院では脳動脈瘤クリッピング術の術前患者に対して行った頭部
CTA検査からワークステーションを用いてVR画像を作成している。マ
ニュアル作成以前の術前患者のVR画像は放射線技師が脳動脈瘤を把握
しやすいと考えた方向から見た画像を作成していた。しかし実際の術野
Viewと異なる等、手術支援画像としては不十分な点が多く認められた。
手術の現場で有用な画像を提供する為、脳神経外科医の協力の下、脳動脈
瘤の発生部位別の術前画像処理マニュアルを作成したので報告する。【使
用機器】X線 CT装置：東芝メディカルシステムズ社製 Aquilion64
ワークステーション：AZE社製 Virtual Place Plus【方法】マニュアルに
は脳動脈瘤をターゲットとした画像の他に、術野View画像、アプローチ
方向から死角となる脳動脈瘤の裏側を描出した画像、注意すべき静脈や
切除が必要な骨の画像を作成するよう記載した。またマニュアルを使用
して作成した術野View画像が手術支援画像として適切であるか脳神経
外科医に評価を依頼した。症例は内頚動脈後交通動脈分岐部動脈瘤、中大
脳動脈瘤、前交通動脈瘤（Pterional approach と Interhemispheric ap-
proach）、椎骨動脈後下小脳動脈分岐部動脈瘤の各 4症例、全 20 症例とし
被評価者は放射線技師 5名とした。【結果】マニュアルを使用して放射線
技師が作成した術野View画像は実際の術野Viewに近い状態を再現し
ていると脳神経外科医から評価を得た。【まとめ】今回作成した脳動脈瘤
術前画像処理マニュアルを使用し脳神経外科医が求める画像を提供する
ことができれば、VR画像は脳動脈瘤クリッピング術における手術支援画
像に十分なり得ると考えられる。

P1-34-1 一般撮影装置を用いたステレオガイド下マン
モトーム生検標本撮影

○
や か べ

矢ヶ部 りな、坂 名美子、森 彩絵未
NHO 北海道がんセンター 放射線科

【背景】当院はマンモグラフィ撮影装置一台で，診療用マンモグラフィ撮
影とステレオガイド下マンモトーム生検を施行している．そのためマン
モトーム生検で採取した組織は抜針・圧迫解除後に標本撮影している．
生検の途中で標本撮影が可能となれば，過剰な採取がなくなり患者の負
担が減ると考えられる．そこで，当院の一般撮影装置で標本撮影が可能か
検討する．【目的】一般撮影装置を用いてマンモトーム生検標本を撮影し，
検討する．【方法】一般撮影装置（島津RADspeedPro）と FPD（FUJIFILM
CALNEO C）を用いて，SID70cm，管電圧 40kV，mAs値を変化させて拡
大撮影をし，マンモグラフィ装置で撮影した標本と比較する．【結果】30～
40mAs のとき最も多くの石灰化を確認することができた．しかし，淡い
石灰化を確認することは難しかった．【結語】一般撮影装置を用いて標本
撮影を行い石灰化を確認することは可能であったが，淡い石灰化に対し
ては難しかった．今後，症例を追加して検討を重ねると共に，淡い石灰化
に対する撮影条件や画像処理方法を検討していく必要がある．

P1-34-2 マンモグラフィ装置更新に伴う基礎的検討

○
ひ ら の か よ

平野 佳代、和田 恵子、蕪 良一、萩原 守
NHO 福井病院 放射線科

【目的】当院では平成 26 年 4 月にマンモグラフィ装置更新となりFPD
搭載型のAMULET Sを導入し， CRからDRへとシステムが変更した．
今回，新旧それぞれのシステムで得られる画像について，どのような差異
があるか基礎的検討を行ったので報告する．【方法】新装置の導入に伴い，
日常精度管理用ファントムとして新しいファントム（ACRファントム，
ステップファントム，FCR 1 ショットファントム）が導入された．これら
を用いて以下の項目について比較検討した．1．FCR 1 ショットファント
ムを撮影し，SCTFと CNRを算出し，物理特性を評価した．2．新旧の
ACRおよびステップファントムを撮影条件を変えて撮影し， 医師 1人，
技師 9人で目視評価した．【結果】1．SCTF，CNRは旧装置に比べて新装
置のほうが良好な結果が得られた．2．ACRファントム，ステップファン
トムのすべての評価点数において，システム間の差は見られなかった．3．
ステップファントムの石灰化および腫瘤において，すべての撮影条件で
新しいファントムの方が評価点数は高かった．4．ACRファントムの腫瘤
において，Mo�MoよりもMo�Rh の方が評価点数は低かった．5．同じ管
電圧およびターゲット・フィルタで撮影した場合，旧装置に比べ新装置
は約 20mAs 低い条件で同程度の画質が得られた．【結語】新システムの方
が物理特性は良好であったが，目視評価に大きな差はなかった．しかし，
旧システムよりも少ない線量で同等の画質の画像が得られたことより，
被ばく線量が低減されたことは有益だと考える．

P1-34-3 トモシンセシスマンモグラフィの線量評価と
撮影方法の検討

○
ま つ だ え り

松田 恵里1、広藤 喜章2,3、米澤 科乃1、安藤 朝子1、
森下 亜希1、鈴木 千絵1、林 和奈1、山口 奈保美1、安江 森祐1、
森田 孝子4、遠藤 登喜子5

NHO 名古屋医療センター 放射線科1、
NHO 名古屋医療センター 臨床研究センター2、
セントメディカル・アソシエイツLLC3、NHO 名古屋医療センター 乳腺科4、
NHO 東名古屋病院 乳腺外科5

【目的】昨年、新規開発されたDigital Brest Tomosynthesis System（以下、
DBT）装置が研究用として当院に設置された。これまで基礎的研究とし
て、主に 2Dの画質評価を行い、昨年度、本学会において報告を行った。
今回、EUREFよりDBTを評価するためのDraft が公開されたことに合
わせ、断層撮影と拡大撮影の線量を比較し、それぞれの画質や活用につい
て臨床も交え検討を行った。
【使用機器】DBT装置：富士フィルム社製AMULET Innovarity、線量
計：Radcal 社製 ACCU�GOLD 10X6�6M型
【方法】EUREFに従い、乳房圧迫板透過後の空気吸収線量を乳房厚ごとに
臨床条件に即した kV、mAsで行った。平均乳腺線量（以下、AGD）の算
出は、断層ではHR（±20̊）と ST（±7.5̊）の 2 つのモード、また、それ
らと比較するため 2Dおよび拡大撮影も併せて測定した。一方、様々な撮
影法で得られた画像を線量と合わせて考察する目的で、初期研究で撮影
された手術標本の断層画像や臨床時の拡大画像を目視評価し比較、検討
した。
【結果および考察】乳房厚 40mmのAGDは 1.8mGy（HR）、0.98 mGy（ST）
となり、2Dでは 1.44mGy、拡大撮影では 2.23mGy となった。AGDの比
較ではモード間の差は大きいものの、STモードと 2Dの併用でも 2.5
mmGy以下であり、これは拡大撮影と同程度であることがわかった。ま
た、標本撮影や臨床画像を様々な面で比較すると、それぞれのモードに特
徴があり、比較的線量が少ない STでも充分な情報が得られた。傾向とし
て、石灰化の広がりは STが、小病変や構築の乱れはHRが向いているよ
うであった。これらが拡大撮影に変わりうる撮影法かどうか診断医と共
に検討していく。
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P1-34-4 逐次近似再構成法を用いたトモシンセシス撮
影における金属アーチファクトの影響

○
と り い じゅん

鳥居 純、永井 優一、堀田 竜也、島田 直毅、北川 まゆみ、
井原 完有、麻生 智彦

国立がん研究センター中央病院 放射線診断科

［背景］当院では 2014 年 4 月に Iterative Reconstruction（以下 IR）が行
えるT�smart が導入された．IRでは従来のFilter Back Projection（以下
FBP）と比較し，金属アーチファクトが減少する再構成法と推奨されてい
る．しかし，FBPと IR の金属アーチファクトについて物理評価を用いた
報告は少ない．［目的］FBPと IR での金属アーチファクトをプロファイ
ルによる物理評価と臨床画像による視覚評価を用いて検証したので報告
する．［方法］1．物理評価 3種類の金属を管球軌道方向と平行に配置した．
その際出現する金属アーチファクトをプロファイルにて測定した．また，
金属を管球軌道方向と垂直に配置し同様の検証を行った．2．視覚評価臨
床画像を用いてFBPと IR の金属アーチファクトの優劣を一対比較法に
て比較した．［結果］・IRでは，金属の種類に問わず金属アーチファクト
が減少した．・金属アーチファクトは管球軌道方向に強く出現した．・視
覚評価において，IRが優位であった．［考察］IRは，一度作成した断層画
像と実際に撮影した画像を比較しながら，徐々に実像に近づけていくと
いう計算処理を何度も繰り返す再構成法であるため，FBPと比較し金属
アーチファクトが減少したと考えられる．しかし，FBPと比較すると再構
成時間がかかる．また，トモシンセシス撮影は頭尾方向に管球が移動する
ため，アーチファクトは管球軌道方向に強く出現すると考えられる．よっ
て観察箇所が金属に対して管球軌道方向にないポジショニングを行う事
が重要である．

P1-34-5 トモシンセシス撮影における肺病変の前後方
向への映り込みの影響

○
と り い じゅん

鳥居 純1、永井 優一1、堀田 竜也1、島田 直毅1、北川 まゆみ1、
井原 完有1、出雲 雄大2、松元 祐司2、笹田 真滋2、麻生 智彦1

国立がん研究センター中央病院 放射線診断科1、
国立がん研究センター中央病院 内視鏡科2

［背景］気管支鏡検査中にトモシンセシス撮影を行う上で重要なことは，
体の前後方向の深度を把握することである．しかしトモシンセシス撮影
はCTと比較し撮影角度が少ないため，体の前後方向への映り込みが大
きい．そこで模擬ファントムと臨床患者データをもとに，トモシンセシス
撮影における映り込みの影響についてCT画像での大きさを基準とし比
較検討したので報告する．［目的］トモシンセシス撮影における肺病変の
前後方向への映り込みの影響を検証する．［方法］1．物理評価アクリル
ファントムに模擬病変を配置し，前後方向の映り込みの影響をプロファ
イルにより測定した．その後，プロファイルと視覚評価が相関関係にある
かを検討した．模擬病変は，日本CT検診学会肺がん診断基準部会の規定
する判定基準をもとに，大きな結節から 10mm程度の小さく淡いすりガ
ラス状結節（ground�glass nodule 以下 GGN）の CT値の異なる物質とし
た．2．臨床評価肺がん患者 60 例に対して，病変の種類（結節・GGN），
病変のCT値，病変の大きさによる映り込みの影響を視覚評価にて比較
した．［結果］・病変の大きさ・CT値の増加に伴い，映り込みの影響が増
加した．またプロファイルと視覚評価に相関が認められた．・CT値の高
い結節と比べGGNにおける映り込みの影響は，症例・観察者によるバラ
つきが大きかった．10mm程度の GGNにおいて，トモシンセシスでは観
察できない症例もあった．［考察］臨床画像におけるGGNにおいてバラつ
きが生じた理由は，吸収の高い骨や周辺の血管の映り込みの影響を強く
受け，病変をはっきり認識できていないためと考えられる．今後，逐次近
似再構成法を使用するなどの工夫が必要である．

P1-34-6 トモシンセシスにおける金属アーチファクト
の方向依存性について

○
さかもと ひろゆき

阪本 博之、神 雅啓、井上 真帆、松田 一秀、米田 茂
NHO 大阪南医療センター 放射線科

【目的】当院では，2014 年 3 月トモシンセシスを搭載したFPD搭載型X
線TVシステム SONIALVISION safire17 を導入した．トモシンセシスは
一回の断層撮影で任意断面の画像が得られ，CT画像に比べて金属アーチ
ファクトの影響が少ないとされているが，トモシンセシスの画像再構成
法の 1つである FBP法は金属周辺にアーチファクトが残存する．そこで
今回，X線管球の走査方向に対する金属方向によるアーチファクトにつ
いて検討を行う．【方法】金属プレートを封入した自作ファントムを作成
し，X線管球走査方向と金属長軸が平行になる位置を 0度とし 30 度，45
度，60 度，90 度と金属の角度を変化させてX線管球の振り角（8度，20
度，30 度，40 度）ごとに撮影した．撮影した画像をFBP法で再構成処理
し，得られた画像からプロファイルカーブを作成し検討を行う．【結果】
振り角を変化させてもX線管球走査方向と金属長軸に対して 0度の位置
でアーチファクトが少なく，その位置から逸脱するとアーチファクトが
強く現れた．また，それぞれの金属の角度に対し，振り角が 40 度の時アー
チファクトが最も低減された．【結語】今回の検討より，金属アーチファ
クトの方向依存性を把握することができた．今後目的とする撮影部位に
よってポジショニングを考慮する事で，アーチファクトを低減させた画
像を作成出来る事が示唆された．

P1-34-7 トモシンシセシス検査用日常管理ファントム
の仕様と用途

○
な が い ゆういち

永井 優一、鳥居 純、池野 直哉、北川 まゆみ、井原 完有、
麻生 智彦

国立がん研究センター中央病院

【はじめに】近年、整形・胸部撮影においてトモシンセシス検査が多く施
行されているが、装置や画質における検査精度を担保するファントムが
存在してない。そこで、我々は日常的に精度管理がおこなえるファントム
を作製した。※このファントムは、他学会（日本診療放射線技師会、北米
放射線学会RSNA）にて報告する予定です。【仕様説明】3つの測定項目
（断層厚、再構成間隔、均一性）について、撮影方法から画像解析方法ま
で詳細に解説する。例として断層厚測定方法について下記に示す。ファン
トム支持台を管球移動方向（縦長）に配置する。撮影条件は、47kV，1.25
mAs，8.0msec，振り角 40̊，断層厚測定ツールを寝台から 9.5mmの高さ
に設置する。画像再構成はThickness（＋＋，＋�，��）3種類、0.5mm
間隔でDICOM出力する。この画像を I mage J（フリーソフト）にて解析
をおこなう。※ビーズ法にて断層厚を算出するため、画素値（max�min）�
2 の部分の幅を半値幅と定義した。【ファントム固有の精度検証】現在プロ
トタイプ 3台について検証した。【基準値の設定】多施設におけるファン
トム撮影と画像解析から基準値を設定した。断層厚：（4.0mm～9.0mm），
再構成間隔：（20.0mm），寝台高さズレ：（0.0～2.0mm），均一性：（0.0～
1.0mm）【結語】このファントムは手軽で持ち運び便利な仕様であり、各測
定用ツールは入れ替え式である。日常的かつ非常時にもすぐに撮影から
測定・算出まで可能である。算出したデータは基準値や管理幅も明記さ
れているため、施設に一つは装備して置く必要がある。
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P1-35-1 早期アルツハイマー病診断支援システム
VSRADにおける新旧解析方法の比較検討

○
お の で ら たけし

小野寺 健、木村 傑、算用子 和夫
NHO 北海道医療センター 放射線科

【目的】VSRADは、MRI 画像を用いてアルツハイマー病の早期からみら
れる内側側頭部の萎縮を数値化（Zスコア）するソフトであり、Zスコア
は 2以上であきらかな脳萎縮があるとされている。数回のバージョン
アップを経て現在提供されているVSRAD advance では画像解析精度が
向上し、萎縮を精度よくとらえられると報告されている。今回、VSRAD
advance による解析と以前のバージョン（VSRAD plus）による解析で、
脳萎縮があると判定（Zスコアは 2以上）された患者数に有意差があるの
か検討した。【方法】使用機器はAchiva 1.5T MRI 装置（Philips 社製）と
新旧VSRADがインストールされた汎用 PCである。対象は 2010 年 3
月から 2012 年 12 月の期間でVSRADの解析を依頼された患者のうち検
証に不適当と判断したもの（体動、脳病変があきらか等）を除外した 89
名（54－86 才、男女比 44 : 45）とした。対象のMRI 画像を新旧VSRAD
ソフトで解析し、Zスコアが 2以上と 2未満の 2群に分け、その人数の有
意差検定を行った。次に Zスコアが 2以上となった対象について性別
（男：女）、年齢（健常DB分類の 54�69 歳：70�86 歳）それぞれについて
も有意差検定を行った。検定にはカイ二乗検定を用いた。【結果】advance
と plus では脳萎縮がある（Zスコアが 2以上）と判定された患者数に有意
差が見られ（P＜0.01）advance の方が少なかった。しかし、脳萎縮がある
と判定された対象について、性別と年齢には有意差は見られなかった。ま
た、結果の多くは plus の方が advance と比べて Zスコアが高値となっ
た。

P1-35-2 同一日に行われたヨード造影剤がMRI 検査に
およぼす影響についての基礎的検証

○
さ わ だ さとし

澤田 聡、金居 啓介、茅根 弘和、細越 光男
NHO 水戸医療センター 放射線科

【目的】造影CT検査と造影MRI 検査を同一日に行うことは、生体への安
全性が確立されていないため、造影剤の排泄時間を十分考慮し，日をあら
ためて検査を実施すべきとされている。また、画像への影響については、
MRI での信号変化の解釈が難しくなるのをさけるため、同一日に行う場
合には、造影MRI（単純MRI）→造影 CTの順が推奨されている。これ
は、ヨード造影剤は濃度依存性にT1短縮効果、T2短縮効果を示すといわ
れているのが理由であるが、どの程度の変化を示すのかは一般的に知ら
れていない。当院では、腎機能が正常な患者に限られるが、遠方から来院
される患者の場合や、緊急の患者対応では同一日に両検査が行われるこ
とがあり、 造影CTを行った後にMRI 検査となる場合もみうけられる。
そこで、ヨード造影剤によるT1、T2 短縮効果について検証するととも
に、当院のMRI 検査パラメータでどの程度、信号変化が起きているのか
を検討した。【方法】1．ゼラチンにヨード造影剤を混入した自作ファント
ムを用い、T1値、T2 値の測定を行い。ヨード造影剤の濃度によるT1、
T2 短縮効果について検証する。2．臨床で使用しているシーケンス（T1
WI、T2WI、DWI など）でどの程度、信号強度に変化がみられるのを検
証する。【結果、考察】ヨード造影剤の濃度変化によるT1、T2 短縮効果、
および、画像上での変化について検証できた。やむを得ず、同一日に検査
を行う場合には、画像情報および、RIS のコメント等で同一日に使用した
造影剤の記録を残すことが推奨される。

P1-35-3 3D Fast Spin�echo 法によるT1強調画像
を用いた頭蓋内プラークの描出

○
お ぎ す きみひろ

荻子 仁泰
NHO 北海道医療センター 放射線科

【背景】中大脳動脈水平部はアテローム性動脈硬化症による狭窄を起こし
やすい部位の一つである。特に症候性のものは脳卒中のリスクが高いと
言われ、正確な評価は臨床的意義が高いと思われる。しかし、頸動脈分岐
部と比べると画像診断の対象として研究が不十分である。そこで本研究
では、long echo�train length（ETL）と variable refocus�flip�angle（RFA）
を用いた 3D fast spin�echo による高空間分解能T1強調画像を用いて、
中大脳動脈水平部のプラーク描出を試みたので報告する。【対象と方法】
3.0 T MRI 装置（MR750w，GE Healthcare）を用いて Fast Spine�echo
法を用いたT1強調頭部 3D画像を撮像した。主な撮像条件は、FOV ; 240
mm、スライス厚�スライス枚数；1.0 mm�170、TR�TE ; 500�14 ms、ETL ;
24、マトリックスサイズ；288×256 であった。【結果と考察】MRAで中
大脳動脈水平部に狭窄を認めた症例に本シーケンスを撮像した。コント
ラストはT1強調画像であるが、脳脊髄液は弱い信号強度で、血管内腔は
flow void により black�blood 効果が得られた。また、高い空間分解能によ
り血管壁を描出することができた。血管壁はMRAの狭窄部位と一致す
る肥厚を確認でき、多くの場合高信号領域として描出された。それらの領
域が plaque の不安定度を推測できるものなのかどうかは今後の研究を
待たなければならない。しかし、black�blood 画像よりも高い空間分解能
と高い SN比および強いコントラストは中大脳動脈および穿通枝領域の
疾病評価に役立つと期待できる。【結論】3D fast spin�echo 法による高空
間分解能T1強調画像により、中大脳動脈水平部のプラークを評価できる
と期待できる。

P1-35-4 MRI を用いた肺血流の測定精度向上の試み

○
にしむら よしひさ

西村 芳久1、齋藤 大嗣1、中泉 孝1、佐藤 一博2、八柳 英治3

NHO 帯広病院 放射線科1、NHO 帯広病院 呼吸器外科2、
NHO 帯広病院 外科総合診療部長3

【背景】MRI 装置の進歩により撮像時間が短縮され，非造影にて肺血流を
評価する方法の有用性が認められてきている．肺動脈血流を評価する方
法として，右心カテーテル検査や核医学検査などがある．八柳らの報告に
より，MRI にて測定した肺動脈血流量と肺血流シンチグラフィには相関
があり，MRI による評価が有用であると報告しており，当院では簡便に測
定できるMRI にて肺動脈血流を測定している．現在，自由呼吸下にて左
右の肺動脈の撮像を行っており，呼吸停止下での撮像と比較することで，
測定精度の検証を行った．【目的】自由呼吸下と呼吸停止下での肺動脈の
撮像を比較し，測定精度の検証を行った．【方法】phase contrast 法を用い
て，自由呼吸下と呼吸停止下で肺動脈の測定を行った．その画像の視覚評
価と，ROI を設定し血流量・血流速度を測定することで，精度の比較・検
証を行った．【結果】自由呼吸下では，呼吸による変動があり視覚的にも
歪みの多い画像となった．呼吸停止下における血流量・血流速度は，自由
呼吸下での結果と比べて良好な結果となった．【考察】血流量はROI の大
きさにも左右される．呼吸停止下による撮像はアーチファクトの少ない
画像となり，血流速度だけでなく血流量の精度を向上させるものであり，
より精度の高い検査につながるといえた．
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P1-35-5 Dual IR を用いた前腕部動静脈描出における
基礎的検討

○
あさはら とおる

浅原 徹、熊谷 佑都、好村 尚記、久保 英文、本荘 竜也、
姫野 敬

NHO 呉医療センター 中央放射線センター

【背景】当院では腎機能不良患者に対し，前腕部シャント作成前の動静脈
走行確認やシャント内狭窄などを確認する際，造影CTや IVRを施行し
ている．しかし，CTや IVRでは被曝の問題と，造影剤腎症の問題がある．
そこで，これまで行っていなかった非造影MRA検査にて前腕部動静脈
を描出することで，これらの問題が解消すると考えた．【目的】非造影
MRA検査で前腕部動静脈を明瞭に描出するために最適な撮像条件を比
較，検討した．【使用機器】・PHILIPS 社製MRI Intera�Achieva 1.5T・
SENSE XL Torso 16ch Coil【方法】1．本実験の趣旨を説明し同意の得ら
れた健常ボランティアを対象に，仰臥位で体の横に手を置くポジショニ
ングとし，広範囲をカバーできるコイルを選択した．2．Dual�IR�VISTA
での撮像において，以下の項目を検討し，視覚的評価を行った．1）．TR，
First TI，Second TI を変化させる．2）．Refocus Flip Angle を変化させる．
3）．加算回数 1回と加算回数 2回で比較する．【結果】TRが 4000［ms］，
First TI が 2000［ms］，Second TI が 200［ms］，Refocus Flip Angle180
度が動静脈を明瞭に描出するのに適していた．また，加算回数 1回と 2
回で比較すると，加算回数 2回の方がより分離が明瞭となった．【考察】
今回の検討結果では，加算回数 2回で動静脈を描出すると約 10 分ほどの
撮像時間を要した．検査時間には限りがあるので，短時間で撮像を終了す
ることが望ましく，そのため今後は他のパラメーターについても検討し
ていきたい．また，今回用いなかったTOF MRAや PCA，TRANCE
などの各シーケンスの検討も行いたい．

P1-35-6 小児頭部撮像における位置依存特性―SNR、
均一性において―

○
か が わ ふくひろ

香川 福宏、鈴木 大輔、横峰 圭、木戸 泰治、東原 道弘
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 放射線科

【目的】MRI において小児、乳幼児の頭部を撮像する場合、ポジショニン
グにより信号強度のムラを経験した。ポジションによる感度、均一性を比
較検討する。【使用装置】SEIMENS社製MAGNETOMAera 1.5T VD13、
20ch Head Matrix Coil【方法】硫酸銅水溶液を封入した円筒形のファント
ム（φ13cm）を用いて、感度補正フィルターおよび撮像位置（上、下、中、
右、左、内、外）を変化させそれぞれ撮像した。それらの画像に ImageJ
を用いて SNRと均一性を計測した。また、同意の得られたボランティア
に対し撮像を行った。撮像条件は当院で行っている小児の頭部ルーチン
を用いている。撮像条件は SE法 T1 強調画像TR�TE＝500�14、FA＝80
deg、FOV＝180×180mm、Mtx＝320×256、Slicethickness＝5mm、Ave.＝
1、no parallel。【結果】SNRの検討では、撮像位置はコイル近傍になった
部分の信号が高く表れ、対側の信号強度は低くなった。内側にポジション
した方が外側にポジションしたよりも SNRが高かった。どの撮像におい
てもファントム中心部は低信号領域となった。中央に配置した際が最も
SNRが安定していた。感度補正フィルターを入れた際の均一性は no＜
Normalize＜Pre.Norm.Moderate＜Pre.Norm.Normal＜Pre.Norm. Broad-
range の順で補正均一性が向上した。ボランティアの撮像に対しても、中
央にポジションした方が SNR、均一性ともに優れていた。【結語】撮像対
象が小さい場合、コイル中央にポジションし、Pre.Norm.Normal のフィル
ターを付加することにより安定した画像が得られる。

P1-35-7 整形領域におけるTimCTの有用性

○
か わ な りょう

川名 亮、稲垣 明、井原 完有、麻生 智彦
国立がん研究センター中央病院 放射線診断科

【背景】
当院での整形領域の検査方法は広範囲を thin slice で撮像しており、T1
強調系画像の撮像法はDIXON法を用いている。当院のこのシーケンス
は 3D収集であり、1回の撮像を 2分割でマージンを設定して行っている
ため、スタック撮像を行うことが難しい。さらに分割撮像した画像は結合
するとスライス前後位置がうまくかみ合わないという問題点が生じてい
た。
【目的】
当院のMRI 装置に搭載されているTimCTの DIXON法（2D）を用いて
整形領域の広範囲撮像が可能であるか検討したので報告する。
【方法】
硫酸銅ファントムを用いて、T1_DIXON_Tim_2DおよびT1_DIXON_3
Dを撮像した。得られた画像から均一性及び、SNRを測定した。視覚評価
は大腿骨全長をTimCTおよび従来撮像法で撮像を行い比較し、点数評
価を行った。
【結果】
T1_DIXON_2Dが T1_DIXON_3Dと比較して、スライス中心から離れた
スライスにおいても、信号の均一性が良い結果となった。SNRではスライ
ス中心と端を比較するとTimCTではほとんど差がでず、従来撮像法で
は中心より端の SNRが低下した。視覚評価ではスライス中心画像では同
等の評価であったが、端ではTimCTの方が良い結果が得られた。
【考察】
TimCTで撮像したT1_DIXON_2Dの均一性、SNR、視覚評価が良い結果
が得られたのは寝台が移動することで常に磁場中心で撮像することが可
能であるためだと考えられる。T1_DIXON_3Dの場合はつねに磁場中心
の位置が固定されているため、中心より離れるほど信号が低下するため
である。
【結論】
TimCTの DIXON法を用いると整形領域の広範囲撮像が可能である。ま
た従来撮像法と比較して同等の画質が取得可能であることから、TimCT
は整形領域の広範囲撮像に有用である。

P1-36-1 Computed DWI の四肢領域への適応

○
きたやま あ き

北山 亜樹1、岡田 敦彦1、乾 真有1、室屋 隆伸1、梶原 敏郎1、
福本 真司1、大竹野 浩史1、松本 佳久1、小西 佳之1、栗山 啓子2

NHO 大阪医療センター 放射線科1、
NHO 大阪医療センター 放射線診断科部長2

【目的】
拡散強調画像（diffusion weighted image : DWI）は脳MRI 領域において，
虚血の早期発見など必須検査として広く認知されており，b値も 1000
sec�mm2が主流となっている．しかし，整形領域（四肢）においては，そ
の目的部位の灌流形態が異なるため b値の設定が困難である．実際，当院
では b値が至適ではなく b＝0の撮像が完結しているのに b＝800sec�
mm2が画像にならないことを経験した．そこで，昨年の磁気共鳴学会で紹
介されていたコンピューターを用いてDWI（以下 Computed DWI）を作
成する方法で，四肢領域DWI への適応を考えた．
【方法】
四肢の撮像を想定し，SENCE�FLEX Lコイルを用い 400cc の CuSO4ボ
トルファントムについて b値を 0から 900sec�mm2まで 100sec�mm2ご
と変化させながら Philips 社製Achieva1.5T MRI で撮像した．実撮像画
像（acquired）と実撮像 b＝400,600sec�mm2それぞれを元にコンピュー
ターで計算した（Computed）について信号値変化と標準偏差を比較した．
臨床画像で b値が不正であった症例について検討した．
【結果】
実撮像とコンピューターでの計算値では，信号値に変化はなかった．ま
た，コンピューターを用いたDWI は SDを改善させた．臨床画像におい
ては，至適 b値が得られ b＝800 sec�mm2の画像の表示が可能となった．
【結語】
Computed DWI では，実撮像で b値が不正であった画像でも処理により
至適 b値の画像を提供することが出来る．これにより，臨床で救えなかっ
た画像を回避でき，b値の組み合わせを簡便に作成することもできる．ま
た，計算で得られた画像は，実撮像と同じ信号値が得られ信頼性があり，
視覚的にも SDが改善されることで診断能を向上させる可能性もある．
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P1-36-2 動体ファントムを使用したBLADE法におけ
る有用性の検討

○
なかはら か ず き

中原 一樹1、中山 素康1、出津野 篤1、与小田 一郎1、三橋 寿子2

NHO 宇多野病院 統括診療部 放射線科1、
NHO 宇多野病院 医療安全管理室2

【目的】当院は，神経・筋難病疾患に特化した病院であり，撮像時の不随
意運動による本態性振戦等でのMotionArtifact により，臨床上有効な画
像提供が困難な場合がある．2014 年 4 月より Siemens 社製MRI 装置の
ライセンス取得によりBLADEが使用可能となった．そこで今回，
BLADE使用に伴い動体ファントムでの定量的および視覚的評価を行っ
たので報告する．【方法】SmithsMedical 社製 Parapac2DJ に，Maquet
社製 TestLung190 を接続し，その先端部にポリプロピレン製の容器に入
れた楕円形Citrus hassaku : diameter10.0（mm）×Height8.5（mm），
weight345（g）を固定した．さらに，摩擦抵抗を最小限とするため，ヘッ
ドコイルに伸縮性ナイロン・ポリウレタン製ネットで，Citrus hassaku
の入った容器を iso ceter 中心に固定した．検討項目として，Tidal volume
（ml）および，Frequency（b�min）を変化させ，3方向（X軸，Y軸，Z
軸）を臨床で使用しているT2WI�TSE BLADEの条件で撮像を行った．
評価法としてArtifact ratio での視覚評価および相関係数での評価を
行った．【結果】視覚評価では，3方向全てにおいてTidal volume の増加
に伴いArtifact ratio の増加を示した．次に，3方向の比較では，X軸，Y
軸方向に比べて，Z軸方向でのArtifact ratio の増加を示した．さらに，
Tidal volume と Artifact ratio との相関係数は全ての方向において相関
関係が示された．【結語】今回，動体ファントムを使用したBLADE法に
おける有用性の比較・検討を行った．不随意運動による本態性振戦等で
のMotionArtifact において有用性を示した．今後，患者の状態に合わせ
BLADE法を活用し臨床上有効な画像提供が出来るよう努めたい．

P1-36-3 当院におけるVRFA�3DFSE法（Cube）を用
いた頭蓋内T1 Black Blood Imaging の検討

○
やまもと よしたか

山本 啓貴、山田 一範、金井 里衣、矢島 徳和、小笠原 哲
NHO 災害医療センター 中央放射線部

【背景�目的】頭部領域において、T1 Weighted Imaging を撮像すると
MRAで血流があるにもかかわらず、椎骨動脈領の高信号化を目にする。
頸動脈領域ではBlack Blood Imaging が利用されているのに着目し、今回
当院における 3D�Variable Reforcusing Flip Angle Fast Spin Echo 法を
用いたT1WI における BBI の検討を行った。
【使用機器�使用コイル】
GE Healthcare 社製 Discovery 750w 3.0T、19ch GEM Head Neck Unit
Coil
【方法】
本研究に関し十分な説明を行い、同意の得られたボランティアに対し、
CUBEを用いて 3D T1WI を撮像した。TRは ETLを変化させると最適
化されてしまうため、TR : 500 msec とし、BWを 19.22 kHz から 125.00
kHz まで変化させ、視覚評価 5段階にてT1WI の至適条件検討を行った。
また、スライス厚も変化させ、同様に視覚評価にて検討を行った。
【結果�考察】BWが狭いと脳全体のコントラストがつきにくかった。特に
白質・灰白質のコントラストがつきにくいという傾向であり、T1WI と
しては適切ではなかった。また、副鼻腔に接している内頸動脈は磁化率の
影響で評価しにくい傾向であった。しかし、血流抑制は十分であり、頭蓋
内BB法としては有用であると示唆された。
スライス厚を変化させた場合、スライス厚が薄いほうが、細かな血管まで
BBI として描出可能であった。また、3Dで撮像しているため、任意の角
度での評価も可能であり、さらにリフォーマット時にMinIP を用いるこ
とで、より頭蓋内血管を強調させることができるため今後の臨床応用が
示唆された。

P1-36-4 3TMRI における心電図同期併用VRFA�3
DFSE法（Cube）を用いた鎖骨下動脈描出の
検討

○
やまもと よしたか

山本 啓貴、山田 一範、金井 里衣、矢島 徳和、小笠原 哲
NHO 災害医療センター 中央放射線部

［背景�目的］
非造影での鎖骨下動脈の描出には未だ確立した方法はなく、様々な方法
が検討されている。当院でも決まった撮像方法は確立されていない。当院
の非造影下肢動脈の描出には拡張期（動脈＋静脈）と収縮期（静脈）の 2
相を撮像し、サブトラクション処理を行い、動脈のみを描出させる方法を
用いている。今回はこの方法に着目して、Variable Reforcusing Flip An-
gle 3D FSE 法（以下 CUBE）を使用した心電図同期併用での鎖骨下動脈
描出の検討を行った。
［使用機器�使用コイル］
GE Healthcare 社製 Discovery 750w 3.0T，32ch Body coil（GEM Anterior
Array coil＋GEM Posterior Array coil）
［方法］
本研究に関して十分な説明を行い、同意の得られたボランティアに対し、
以下の条件を変化させて検討を行った。
1．心電図同期のR�R間隔を変化（R�R : 1�5）させた場合
2．呼吸同期を併用した場合、併用しなかった場合
上記に関して、診療放射線技師 5名による視覚評価（5段階）を行い、検
討を行った。
［結果］
心電図同期のR�R間隔を長くした方が、実効TRは延長し描出能は向上
した。ただし、撮像時間が延長した。呼吸同期を使用した場合と使用しな
かった場合では呼吸同期を用いたほうが、描出能は良かった。
［結論］
心電図同期と呼吸同期も併用することで、描出能は向上し臨床での応用
が期待される。しかし、今回は健常ボランティアによる検討であるため、
心拍数は一定であり、呼吸も一定であったために描出能は良かったと考
える。今後は、臨床での応用を行っていきたいと考える。

P1-36-5 3TMRI における脈波同期を用いたVRFA�3
DFSE法（CUBE）での鎖骨下動脈描出の検
討～心電図同期使用時との比較～

○
やまもと よしたか

山本 啓貴、山田 一範、金井 里衣、金子 貴之、矢島 徳和、
小笠原 哲

NHO 災害医療センター 中央放射線部

［背景�目的］
当院では、心電図同期と脈波同期の 2種類があり、下肢動脈の描出時や、
頸部短軸Black Blood Imaging 撮像時には脈波同期を用いている。そこ
で、今回は、簡便に使用できる脈波同期を用いて、鎖骨下動脈描出の検討
を行った。また、心電図同期を使用した時の鎖骨下脈描出能の比較を行っ
た。
［使用機器�使用コイル］
GE Healthcare 社製 Discovery 750w 3.0T，32ch Body coil（GEM Anterior
Array coil＋GEM Posterior Array coil）
［方法］
本研究に関して十分な説明を行い、同意の得られたボランティアに対し、
脈波同期を用いてETLを 20～140 までの間で 5段階変化させて、鎖骨下
動脈描出能を視覚評価にて検討した。
また、心電図同期ならびに脈波同期の撮像条件を同一にしたときの鎖骨
下動脈の描出の検討を行った。評価方法は同様に視覚評価にて検討した。
［結果］
ETL数を変化させた場合、ETL数を増やすと撮像時間は短縮するが画像
の鮮鋭度が低下したが、鎖骨下動脈の視覚評価点は高くなる傾向がみら
れた。心電図同期使用時における鎖骨下動脈描出能との比較では、脈波同
期使用時と視覚評価上、大きな差はほとんどみられなかった。
［結論］
脈波同期を使用した場合でも、心電図同期を使用した場合と同等の鎖骨
下動脈描出が可能であった。心電図同期を使用する場合は、患者に電極を
貼らないといけないために、女性の場合には配慮しながら行わなければ
いけない。しかし、脈波同期はセットアップが簡便であり、患者にも低負
担であるために臨床での利用が非常に有用と考えられる。
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P1-36-6 Motion Track 法におけるナビゲーターエ
コーの基礎的検討

○
す み や ゆい

隅屋 唯、南 貴司、清水 俊宏、江川 幸孝、小畠 敏典
NHO 金沢医療センター 中央放射線部

【背景および目的】2014 年 1 月に 3TのMRI（PHILIPS Inginia）が導入さ
れ、心臓および腹部イメージング時に呼吸動作を補正して撮像を行う
Motion Track 法が可能となった。胸腹部領域において、横隔膜の位置は
解剖学的位置の再現性に対する重要項目であり、同期させて撮像しなけ
ればボケの大きな画像となる。息止め時や自由呼吸時における横隔膜の
動きには個体差がある。位置決め画像から適正なナビゲーターエコーの
位置を設定する際にこの個体差の影響を直接受け、予想した横隔膜の位
置と実際の横隔膜の位置がずれて設定をやり直すと、検査時間の延長を
招いてしまう。そこで、今回は位置決め画像におけるナビゲーターエコー
の設定位置を検討した。【方法】3TのMRI（PHILIPS Inginia）を使用し、
胸腹部領域において横隔膜を含めるように位置決め画像を撮像し、ナビ
ゲーターエコーを設定した。一度、ナビゲータービームでサンプリングさ
れる自由呼吸時の横隔膜の動きをリアルタイム表示させて、自由呼気時
の横隔膜の最上端の位置（Ref）を基準位置とした。次に、呼吸や息止め
による横隔膜の動きの影響を調べるために、最大呼気時と最大吸気時の
位置決め画像を撮像し、最大呼気時の横隔膜の位置をHigh、最大吸気時
の横隔膜の位置を Lowとして、Ref、High、Lowの位置関係よりナビゲー
ターエコーの最適位置について検討した。【結果】位置決め画像から設定
する場合には、画像上の横隔膜上端よりも頭側にナビゲーションエコー
を設定したほうが良いことが判明した。また、ナビゲーションエコーの再
設定による再撮像の頻度も少なくなり、検査効率が向上した。

P1-37-1 佐賀病院外科関連病棟における病棟薬剤業務
の活動報告

○
ひがしじま こうどう

東島 幸道、渡辺 健二、鶴崎 泰史、高島 伸也
NHO 佐賀病院 薬剤科

【はじめに】2012 年の診療報酬改定において病棟薬剤業務実施加算が新設
された。当院では同年 5月より病棟薬剤業務実施加算取得のため各病棟
に専任薬剤師を配置している。2013 年 4 月より病棟専任薬剤師として業
務を行うなかで、薬剤管理指導業務とは異なる点について病棟スタッフ
と共に工夫を行ってきた。その経緯および活動内容について報告する。
【背景】今回紹介する担当病棟は、外科、皮膚科、泌尿器科あわせて 60
床の外科系の混合病棟である。病棟薬剤業務を行う上での問題点は、医師
や病棟タッフから受ける薬剤関連の相談に応える際、必要な背景情報の
収集をカルテの記載のみに頼らざるを得なかったことであった。【結果】
問題解決に向け、医師からの提案により、外科カンファレンス・回診・包
交・処置への参加をはじめた。手術予定の症例についての週一回のカン
ファレンスにより、患者情報の収集が事前に出来るようになった。毎朝の
包交・処置を医師、看護師と共に回ることで、スタッフと共有した患者情
報を処方後の薬剤管理指導業務に活かせるようになった。また、看護師か
らの相談は抗生剤と各種輸液の配合変化に関するものが多かったため、
配合変化表を一新し、病棟スタッフとの共有ツールとした。【結語】従来
の薬剤管理指導業務に比較して、病棟薬剤業務はより長く病棟に常駐し、
より密にスタッフと連携することで薬剤師としての専門性を発揮できる
重要な業務である。また、病棟薬剤業務は、患者のニーズに応じた薬剤管
理指導業務にもつながると考える。今回の解決策をふまえ、そこからの問
題点を抽出し、今後はさらにスタッフの業務軽減や薬剤関連のリスク軽
減をめざした活動も行っていきたい。

P1-37-2 神経内科病棟での病棟薬剤業務への取り組み
と1年間の評価～第1報 取り組み～

○
いけたき あ き こ

池滝 晶子1、武重 彩子1、西村 富啓1、藤本 和利2、佐橋 幸子1

NHO 横浜医療センター 薬剤科1、NHO 神奈川病院 薬剤科2

【目的】当院では 2013 年 7 月から病棟薬剤業務実施加算を開始した。しか
し以前は、神経内科は意思疎通が困難な患者が多いため、薬剤管理指導の
実施率が低く、処方状況まで把握できていなかった。また、希少疾病も多
く、関わりが難しかった。今回、半数が神経内科を占める病棟での取り組
み内容について報告する。
【方法】入院から退院まで継続してカルテを確認し、記録を作成する体制
とした。具体的な取り組み内容は 1．持参薬報告 2．薬剤の相互作用（納
豆、グレープフルーツ禁等）の指摘 3．グロブリンの投与量・速度の確
認 4．希少疾病用薬（コレアジン、イムセラ等）の薬学的管理 5．定期
2週間処方、剤型変更の提案を行い、調剤業務を軽減 6．カンファレンス
参加の 6項目とし、面会及び転院時に、家族を含めた服薬指導を実施し
た。以上を踏まえて、1年間の実施状況を評価した。
【結果】薬剤管理指導件数は病棟全体で 2012 年度から 2013 年度にかけて
704 件増加し、その内、神経内科では約半数の 320 件の増加を認めた。さ
らに同科では退院指導件数は 33 件から 68 件と倍増、プレアボイド報告
も年間 40 件となった。
【考察】病棟薬剤業務実施加算の取得と同時に、指導件数が増加したこと
により、経営面で貢献できた。この要因として、指導困難な患者に対して
も入院時から継続したカルテ調査を行ってきたことにより、面会時や転
院時にスムーズに指導が行えたためと考える。また、投薬・注射状況の把
握に時間をとれるようになり、プレアボイド報告件数が増加し、希少疾病
用薬に対しても早期に対応できるようになり、医療安全や医療の質の向
上にも寄与できた。

P1-37-3 神経内科病棟での病棟薬剤業務への取り組み
と1年間の評価～第2報 医師・看護師への
アンケート調査～

○
たけしげ あ や こ

武重 彩子1、池滝 晶子1、西村 富啓1、藤本 和利2、
臼井 のぞみ3、岡本 光生4、高橋 竜哉4、佐橋 幸子1

NHO 横浜医療センター 薬剤科1、NHO 神奈川病院 薬剤科2、
NHO 横浜医療センター 看護部3、NHO 横浜医療センター 神経内科4

【目的】当院では 2013 年 7 月から病棟薬剤業務実施加算を開始し、第 1
報で報告したような取り組みを行ってきた。今回、半数が神経内科を占め
る病棟の医師、看護師に対して病棟薬剤業務への取り組みに関するアン
ケートを行い、1年間の実施状況を評価したので報告する。
【方法】医師、看護師を対象に病棟薬剤業務に関するアンケートを実施し
た。評価項目を 6項目設け、4段階で評価した。さらに、良かった点、改
善点、要望については記述形式とした。
【結果】アンケート回収率は医師（医）100％（13 名）、看護師（看）85.3％
（29 名）であった。「とても思う・思う」の回答率は以下であった。持参薬
報告が早い：医 84.6％、看 96.6％、持参薬報告が正確：医 84.6％、看
93.1％、質問・相談がしやすい：医 92.3％、看 93.1％、適切な処方設計：
医 69.2％、看 79.3％、インシデント発見：医 100％、看 86.2％、業務負担
軽減：医 100％、看 75.9％。
今後の要望として、医師からは病棟にいる時間を増やしてほしい、看護師
からはインシデントの対応策についてのアドバイスや処方切れのチェッ
クが挙げられた。
【考察】持参薬業務の改善、質問・相談がしやすくなったことにより、業
務が円滑になったため、医師、看護師も業務負担が軽減したと感じてお
り、病棟薬剤業務への取り組みの効果があったと思われる。今後、医師、
看護師とさらなる連携が必要であり、要望を踏まえて、業務の充実、効率
化を行い、薬の安全管理に関わっていきたいと考える。



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

612 Yokohama, November 14-15, 2014

P1-37-4 手術室常駐薬剤師による医薬品の適正管理と
麻酔科医及び看護師の業務負担軽減への取り
組み

○
さ わ だ ひろゆき

澤田 浩之1、島田 志美1、関本 裕美1、岡田 博1、池田 律子2、
石川 麻子3

NHO 神戸医療センター 薬剤科1、NHO 神戸医療センター 看護部2、
NHO 神戸医療センター 麻酔科医師3

【目的】当院手術室では、平成 25 年 8 月より医薬品の適正管理と麻酔科医
の業務負担軽減を目的に薬剤師常駐を開始した。そこで、手術室への薬剤
師配置への取り組みと評価について報告する。【方法】以下の 4項目につ
いて調査を行った。1、平成 25 年 7 月と平成 25 年 12 月の手術室定数保管
医薬品の金額。2、平成 25 年 8 月～平成 26 年 3 月の期間における医薬品
の請求漏れ、請求間違いの件数と割合。3、平成 24 年 4 月～平成 26 年 3
月の期間における手術件数の推移。4、麻酔科医、手術室看護師を対象と
したアンケート調査。【結果】1、平成 25 年 7 月の定数保管医薬品の金額
は 112 万 9886 円、平成 25 年 12 月は 145 万 3467 円であった。2、請求漏
れ、請求間違いは、薬剤師常駐後の 8か月間で 250 件、18 万 718 円であっ
た。3、平成 24 年度と平成 25 年度との手術件数の推移について、薬剤師
常駐後で全体の手術件数が増加した。4、アンケート調査より、麻酔科医
からは麻薬管理を薬剤師が行うことで手術中や術後の麻酔管理に専念で
きる環境になり、薬剤師が常駐することは有意義であるとの意見が聴取
できた。【考察】常駐前と比べて手術室における定数保管医薬品の金額は
増加しているが、これは医薬品の払い出し方法としてオペカートの運用
を開始した為である。薬剤師が請求漏れ、請求間違いの確認を行うことに
よる経済的な評価はわずかであったが、医薬品の適正管理において手術
室への薬剤師常駐は有用であると考えられる。また手術室常駐薬剤師が
医薬品の準備を円滑に進めることで、麻酔科医及び看護師の業務負担軽
減がみられ、麻酔科管理外の手術件数と全手術件数の増加につながった
ものと考えられる。

P1-37-5 宇多野病院における病棟薬剤業務実施加算の
現状と課題

○
ほ そ だ あ つ き

細田 敦規、中野 清隆、ユウ クミ、吉村 友里、越智 香保、
鈴木 晴久、砂金 秀美

NHO 宇多野病院 薬剤科

【目的】
日本病院薬剤師会の平成 25 年度「病院薬剤部門の現状調査」では、300～
499 床規模の病院での病棟薬剤業務実施加算（以下、実施加算）の算定率
は 27.8％と低い現状にある。宇多野病院は 380 床（平成 26 年 3 月現在、
対象一般病床 105 床、亜急性病床 10 床、障害者病床 275 床）、薬剤師数 15
名の旧療養所であるが、平成 25 年 10 月から対象 2病棟で実施加算の算
定を開始した。今回我々は、現状の業務内容の比較検討及び今後の課題に
ついて考察したので報告する。
【方法】
平成 25 年 10 月から平成 26 年 3 月までの 1週間あたりの実施加算に該
当する平均業務時間及び日誌記載各項目の内訳を調査し、平成 24 年度診
療報酬改定の結果検証に係る特別調査（H25 年度調査）「薬剤師の病棟業
務に関する実態調査」（以下、実態調査）と比較した。
【結果】
実態調査と比較し、当院は相互作用の確認、回診・カンファレンスへの参
加、医療従事者からの相談応需に該当する時間割合が多かった。一方、ハ
イリスク薬の事前説明、その他（薬剤交付準備、薬物療法プロトコルの作
成等）に該当する時間割合は少なかった。なお、がん治療は行っていない
ため、無菌調製の時間はない。
【考察】
当院は、平成 25 年 4 月に薬剤師 2名が増員され、実施加算の算定が可能
となった。業務内容については、算定開始 6ヶ月間のデータということも
あり、実施加算の指定業務にほとんどを充てていた。また、医師、看護師
の評価は、入院時持参薬への対応や薬剤師への医薬品に関する質問がし
易くなったなど、一定の評価を得ている。今後さらに業務の質を向上させ
るべく、処方モニタリング強化による処方提案や検査実施依頼、薬物療法
プロトコル関連業務を充実させる必要がある。

P1-37-6 病棟薬剤業務処方提案のための試み―薬剤科
窓口における入院時インタビュー―

○
くりばら

栗原 りか、斎藤 理恵、横手 信昭
NHO 西群馬病院 薬剤科

【目的】入院時、薬剤科窓口にて全ての予定入院患者に対しインタビュー
を実施し、生活背景・服薬意識、アレルギー歴・副作用歴、服薬状況、複
数医療機関における重複・相互作用チェック、健康食品やOTC薬の使用
状況確認を行い、より安全な医療を確保し処方提案につなげようと試み
た。日本病院薬剤師会で発表された薬剤師の病棟業務の進め方では病棟
薬剤業務として患者背景及び持参薬の確認とその評価に基づく処方設計
と提案を行うことが推奨されているため、今年度より開始した病棟薬剤
業務へ引き継ぎ、より効率よく業務を進める必要がある。【方法】1持参薬
鑑別品目数 2薬局窓口面談数 3服薬指導件数への影響 4お薬手帳利
用率を経時的に集計した。【結果】持参薬鑑別品目数は倍近くまで伸びた。
また、窓口業務により患者情報の把握が容易にできるようになり、薬剤管
理指導件数増加にもつながった。さらに、お薬手帳利用率の低いこともわ
かった。【考察】患者の管理していた状態で確認を行うことにより、その
患者の問題点がわかった。このことから重複投与の見直し・一包化の提
案等の処方提案が可能となり、重点的に指導すべき点の把握、情報提供の
質の向上ができた。また、吸湿性が高い薬剤で、管理状況によっては変質
した状態で服用しており、調剤において工夫を行った点もあった。今後継
続的に使用薬剤の副作用・相互作用・重複処方等を確認し、処方設計提
案に介入し、今年度より開始した病棟業務の更なる発展へ繋げていく必
要がある。薬剤科窓口でルーチン業務に組み込むことにより増員なく実
施できたが、病棟薬剤業務開始に伴い、鑑別後は各病棟担当薬剤師への引
き継ぎ、より効率よく業務を進める工夫をしている。

P1-37-7 精神科病棟における病棟薬剤師業務内容の検
討について

○
く り い よしたか

栗井 良卓1、橋本 章吾1、増田 晴奈1、西村 富啓1、古野 拓2、
佐橋 幸子1

NHO 横浜医療センター 薬剤科1、NHO 横浜医療センター 精神科2

【目的】当院では、平成 25 年 7 月より病棟薬剤業務実施加算を算定して
いる。対象病棟には精神科病棟（40 床）も含まれ、平均在院日中は 45.4
日（平成 25 年度）である。現在、精神科病棟においては 8週間の算定限
度がある。今回、当院精神科病棟に入院している患者において、入院日か
ら退院するまでに病棟薬剤業務内容を調査し、算定制限が必要であるか
検討を行った。
【方法】平成 25 年 7 月から平成 26 年 5 月まで精神科病棟に入院してい
た患者において、入院在院日数が 9週間以上の患者 69 名を対象に、処方
依頼件数、心電図、エコー等の生体検査依頼件数、血液検査依頼件数を調
査した。
（注）依頼件数＝病棟薬剤業務量としてみなすこととした。
【結果】生体検査及び検体検査については、入院日から起算して 8週間
までの依頼が多く、9週目以降の生体・検体依頼件数は減少したが、処方
依頼件数においては入院日から起算して 8週間、12 週間、16 週間の期間
でも、ほとんど差はみられなかった。
【考察】今回の結果より、精神科においても薬剤師は算定限度に関わら
ず、処方内容、薬物相互作用、薬歴チェック、副作用チェック、薬物血中
濃度モニタリング等、入院日から起算して 8週間、12 週間、16 週間と継
続的に患者に関わり、副作用など薬物療法の有効性や安全性の提供及び
薬物療法の向上に携わっていると考える。平成 26 年度診療報酬改定で加
算限度が 8週間になった事は精神科における病棟薬剤業務が認められた
と考えるが、8週間という加算限度を設ける必要性に疑問を感じる。今後
も精神科病棟薬剤業務を充実させ加算限度の撤廃や医療サービスの向上
に貢献していきたいと考える。
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P1-38-1 高齢者へのDPP�4阻害薬の安全使用への取
組み

○
べ っ ぷ ひろひと

別府 博仁1、谷 克也1、桐場 千代2、桑田 敦2、西坊 直恭2、
大槻 希美2、見附 保彦2、津谷 寛2

NHO あわら病院 薬剤科1、NHO あわら病院 内科2

【目的】高齢者では肝機能や腎機能等、生理機能が低下していることは一
般的に知られており、薬剤を処方する際にはこれらの点を十分に考慮し
て、投与量を調節する必要がある。また、多くの薬剤は年齢や体格に応じ
ても薬物投与量を調節する必要があり、医師の日常診療においての大き
な負担となっている。一方、糖尿病治療薬であるリナグリプチンは生理機
能や年齢に関係なく一定の投与量で効果が期待できるといわれており、
処方開始後も特別なモニタリングは必要ない。当院では、リナグリプチン
が長期処方可能になった平成 25 年 4 月よりリナグリプチンを採用して
いる。当院では、DPP�4 阻害薬の処方が必要とされた全症例において、リ
ナグリプチン新規の追加あるいは他のDPP�4 阻害薬からの変更とし、経
過について 6か月間追跡調査を実施したので報告する。【方法】現行薬物
治療にて管理目標値達成不十分な 65 歳以上の高齢者 2型糖尿病患者（65
歳～92 歳）において、リナグリプチンを新規投与、あるいは他のDPP�4
阻害薬からリナグリプチンに変更し、6か月継続投与された症例に対して
臨床指標の推移につき検討を行った。【結果・考察】高齢者 2型糖尿病患
者において、リナグリプチンの追加および変更投与は重篤な有害事象の
出現無く、より良い糖尿病コントロールが得られた。加えて肝・腎機能や
脂質代謝には変動は認めず、血清尿酸値はやや低値を示す傾向が認めら
れた。これら患者群におけるリナグリプチンの追加投与は、安全かつ効果
的な治療となる可能性が推察された。

P1-38-2 COPDにおけるグリコピロニウム臭化物�イ
ンダカテロールの適正使用及び副作用発現の
状況調査

○
み か み よしひろ

三上 祥博1、河田 清志1、杉谷 祐紀1、堀 良行1、金野 衣久美1、
村中 美幸1、小松 裕輔1、畑中 紀世彦1、新野 智与1、
前川 雅代1、山木 利恵子1、菅原 夏実1、藤内 智2、武田 昭範1,2

NHO 旭川医療センター COPDセンター1、
NHO 旭川医療センター 呼吸器内科2

【目的】COPDガイドラインにおける薬物療法の中心は、長時間作用型抗
コリン薬（以下，LAMA）や長時間作用型 β2刺激薬（以下，LABA）や
吸入ステロイドであり、労作時呼吸困難や慢性の咳・痰などの自覚症状、
閉塞性換気障害の程度、増悪の頻度などにより全身への影響が少ない吸
入薬が繁用されている。2013 年 11 月に新規吸入薬として投与可能になっ
たグリコピロニウム臭化物�インダカテロールは、LAMA�LABAの配合
剤で気管支を強力に拡張する薬剤である。今回、グリコピロニウム臭化
物�インダカテロール投与患者について、使用状況及び副作用発現状況に
関する調査を行った。【方法】2013 年 11 月～2014 年 2 月までにグリコピ
ロニウム臭化物�インダカテロールが処方された安定期COPD患者 35
名に使用目的、吸入準備、吸入方法、副作用発現状況の有無に関するアン
ケート調査を行った。【結果及び考察】アンケート回収率は 80％、吸入薬
の使用目的は概ね理解されており、吸入準備の操作は問題なく行われて
いた。吸入方法についてはデバイスの特徴を踏まえた吸入確認が行われ
ていた。副作用の主な症状として口内乾燥が最も多く、他に手の震えや動
悸などが認められたが中止に至る例はなかった。また吸入直後の咳込み
が 40％の方に認められた。今後は今回得られた知見についてCOPDセ
ンターの他職種向け勉強会や病棟スタッフミーティングで情報提供を行
い、吸入療法の質の向上に貢献していきたい。

P1-38-3 プラスアミノ輸液投与における血管外漏出に
よる重篤な水泡形成を経験した1例

○
さいとう あ つ し

齋藤 京之、向井 博也
NHO 仙台西多賀病院 薬剤科

【はじめに】
プラスアミノ輸液は 7.5％ブドウ糖加 3％アミノ酸注射液であり、カリウ
ムを含まないため、心疾患患者など、血清カリウム値をコントロールすべ
き患者に投与しやすい製剤である。
pHは 4.0～5.2 とやや酸性を示し、生理食塩液に対する浸透圧比は約 3
と高値を示す。そのため、副作用に血管痛を有し、投与する際には血管外
漏出にも十分な注意を要する薬剤である。今回、プラスアミノ輸液投与患
者において、血管外漏出による重篤な水泡形成を経験したので報告する。
【症例】
高齢、寝たきりの男性患者に足背静脈よりプラスアミノ輸液を 80mL�h
の速度でシリンジポンプを用いて投与。後日、血管外漏出による水泡形成
を確認したが、処置が間に合わず、結果、水泡破裂に至った。
【考察】
末梢投与可能な輸液の浸透圧比は一般的に 3程度までとされており、
PPN用基本液としてビーフリード輸液やプラスアミノ輸液が日常的に用
いられている。今回の症例から、一般的に用いられている輸液において
も、血管外漏出によって重篤な皮膚障害を起こすことが明らかになった。
病棟薬剤業務が一般的に行われるようになった現在、病棟薬剤師はこの
ような点においても注意して観察しなければならない。

P1-38-4 酸分泌抑制薬によるゲフィチニブの副作用発
現に及ぼす影響

○
こ た け か な こ

小竹 加奈子、田中 寛之、川口 啓之、福元 伸一、原田 眞雄、
遠藤 雅之

NHO 北海道がんセンター 薬剤科

【目的】ゲフィチニブは，EGFR遺伝子変異（EGFRm）陽性非小細胞肺癌
の治療に不可欠な薬剤である．添付文書上，低胃酸状態の持続が本剤の血
中濃度低下を促すことから，酸分泌抑制薬であるH2受容体拮抗薬（H2
RA）とプロトンポンプ阻害薬（PPI）は併用注意である．当院では，酸分
泌抑制薬とゲフィチニブの同時服用を避けることで併用を可としている
が，臨床データには乏しい．今回，酸分泌抑制薬の併用がゲフィチニブの
副作用発現に及ぼす影響について調査した．【方法】当院において 2005
年 1 月から 2013 年 12 月までにゲフィチニブの服用を開始したEGFRm
陽性非小細胞肺癌の，評価可能であった 52 例を対象とした．H2RAや
PPI の併用の有無により，併用群と非併用群の 2群に分類した．服用期間
中の患者情報に加え，臨床検査値および副作用である皮膚障害，爪囲炎を
統計的手法に従い評価した．【結果】解析の結果，併用群 26 例（H2RA
併用群 14 例，PPI 併用群 12 例），非併用群 26 例の間で個々の患者情報，
ゲフィチニブ服用期間中の最高AST値，最高 γ�GTP値，最高 BUN値，
最高 Scr 値，皮膚障害，爪囲炎においては有意な差は認められなかった．
最高ALT値，最高T�Bil 値においては，非併用群がやや高い傾向を示し
た．【考察】2群間で，皮膚障害，爪囲炎の発現に有意な差が認められなかっ
たことから，ゲフィチニブが引き起こす皮膚組織に対する副作用への酸
分泌抑制薬の影響は低いと考えられる．しかしながら，最高ALT値，最
高T�Bil 値においては非併用群で高い傾向を示したため，肝障害への酸
分泌抑制薬の効果は今後の検討課題である．
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P1-38-5 ゲムシタビン後発品の血管痛に関する検討

○
ふ じ い こ う き

藤居 昂生、林 誠、長岡 宏一、後藤 一純、舟木 弘
NHO 金沢医療センター 薬剤科

【目的】ゲムシタビンは、しばしば血管痛が問題となる。金沢医療センター
では調製の簡便性を考慮し液剤に切り替えたが、血管痛により継続が困
難な患者が多くなり、主治医からの要望により凍結乾燥品に変更した。そ
こで製剤間の血管痛への影響について検討した。【方法】凍結乾燥品と液
剤について、実際に使用する濃度での pHおよび浸透圧を測定し、製剤の
違いについて検討した。また液剤から凍結乾燥品への切り替え 5ヶ月前
から 2ヶ月後の計 7ヶ月間での血管痛の訴えを調査した。【結果】2製剤は
いずれも濃度の上昇で pHが下降する傾向にあったが、浸透圧は凍結乾
燥品のみ上昇し、液剤では相関がなかった。血管痛の調査では液剤では 25
人中 18 人（72％）に訴えがあり、凍結乾燥品では 11 人中 5人（45％）に
訴えがあった。発現率は凍結乾燥品が低いものの有意な差は認められな
かった（P＝0.12）。液剤で血管痛があり凍結乾燥品に変更した 5人中 2
人は血管痛が消失し、2人は疼痛強度の改善が見られた。血管痛の有無で
の、ゲムシタビン投与量は液剤では 1516mg vs 1415mg で有意な差は
あったが（p＜0.05）凍結乾燥品では 1516mg vs 1468mg で差はなかった
（p＝0.66）。【考察】注射液の血管痛は pH、浸透圧の関与が大きいとされ
ている。製剤間では液剤の pHが低く、凍結乾燥品の浸透圧が大きい特徴
があった。今回の調査では製剤間での血管痛の有意な差は見られなかっ
たが、製剤の切り替えにより 5人中 2人は血管痛が明らかに消失してお
り何らかの要因はあると考えられた。凍結乾燥品で投与量と血管痛に差
はなく、液剤では差があったことから、pHの影響がよりあるのではない
かと考えられたが、明らかな根拠を示すことはできなかった。

P1-38-6 カルペリチド長期投与における有効性・安全
性の検討

○
か と う

加藤 あい、堅田 絵里、東 崇皓、丸山 直岳、南山 啓吾、
山内 一恭

NHO 和歌山病院 薬剤科

【背景・目的】カルペリチド（hANP）は 1995 年より急性心不全に対して
使用されているが、長期投与についての報告が少ない。しかし当院では長
期に hANPを投与する症例が散見される。そこで当院での使用状況につ
いて調査し、長期投与の有効性および安全性について検討した。【方法】
2013.4～2014.3 に当院循環器科入院中に hANPを 14 日以上使用した 16
例を対象とし、患者背景、投与期間、有害事象（血圧、心拍数、肝機能、
腎機能、電解質異常）について後方視的に調査した。【結果】平均年齢 80.5
歳、平均投与期間 27 日（14～137）であった。急性心不全 6例（平均投与
期間 20 日（14～35））、慢性心不全の急性憎悪 10 例（38 日（14～137））で
あり後者において投与期間が長くなる傾向があった。心不全罹病期間と
投与期間の相関は認められなかった。基礎心疾患（重複あり）は虚血性心
疾患 7例、不整脈 3例、弁膜症 10 例であった。経過を確認できた症例の
うち投与終了後に再入院又は死亡した症例は 30 日、180 日以内でそれぞ
れ 4例�14 例（28.6％）、7例�11 例（63.6％）であった。hANPの投与開始
14 日目以降に血圧低下や徐脈、肝機能・腎機能検査値の異常、低K血症
の発現はなかったが、3症例で低Na血症が認められた。【考察】低Na
血症はいずれも軽度であり、hANPの長期投与は安全であると考えられ
た。心保護作用を期待して長期投与を行った可能性もあるが、長期予後に
ついては更なる検討が必要である。しかし費用対効果の面からも十分な
効果を得た後には速やかに減量していくことも必要であると考える。現
状では主治医の判断のみで投与期間を決定しているため、薬剤師も共に
継続の可否について検討できるよう自覚症状等を十分に観察することが
重要である。

P1-38-7 定期的に検査が必要な医薬品における、当院で
の実態調査と標準化に向けての薬剤師の取り
組み

○
す け の ま り な

助野 麻理奈、渡邉 好造
NHO 千葉東病院 薬剤科

我が国には、医薬品副作用被害救済制度という制度があり、医薬品を適正
に使用したにも拘わらず副作用が発生し、それによる疾病、障害等の健康
被害を受けた方を救済することを目的としている。しかし、添付文書の
「警告」欄に「定期的な検査の実施」の記載があるにも拘わらず、検査が
未実施であるために救済を受けられないという事例が、平成 24 年 11 月
に出された医薬品・医療機器等安全性情報で紹介された。そこで、このよ
うな医薬品に関して、定期的な検査の実施の有無の確認に積極的に薬剤
師が関わるべきだと考え、まず当院での実態調査を行なった。2013 年 4
月から 2014 年 3 月までの間に、当院採用医薬品の中で、添付文書の「警
告」欄に「定期的な検査の実施」の記載がある、 サラゾスルファピリジン、
ベンズブロマロンを使用した患者を対象とし、定期的な検査の実施状況
と副作用の発現の有無を調査したので報告する。

P1-39-1 免疫阻害法による新規CK�MB活性試薬の基
礎検討と、NT�proBNPとの関連について

○
さ く ま ゆうすけ

佐久間 悠輔、和田 修二、山邊 ゆかり、高橋 康之、
清水 紀臣、前島 俊孝

NHO 信州上田医療センター 研究検査科

【はじめに】CKアイソザイムの中でCK�MBは心筋に多く存在すること
から、心筋に特異的なマーカーとされている。従来のCK�MB試薬は CK�
Mを阻害し、残存したCK�Bより CK�MBを求めている。しかし血中に
CK�BB、MtCK（ミトコンドリアCK）などが存在するとそれらは阻害さ
れず、偽高値となることがある。このようなことからMtCKを阻害するこ
とが可能な試薬「CK�MBMtO」が開発された。今回この試薬の基礎検討
と、NT�proBNP との関連について調査を行ったので報告する。
【測定機器・試薬】機器：JCA�BM6050（日本電子）、従来試薬：シカリ
キッドCK�MB、（関東化学）新規試薬：シグナスオートCK�MB MtO
（シノテスト）
【検討項目】（1）正確性：管理試料、（2）同時再現性：管理試料、（3）相関
性：NT�proBNP と CK�MBの同時測定依頼のあった患者血清 97 件、
（4）NT�proBNP との比較
【結果】（1）正確性：管理試料の参考値 51.0、3 回測定平均 50.83、相対値
99.7％、（2）同時再現性：CV1.18％、（3）従来試薬との相関性：相関係数
0.9964、回帰式Y＝1.0630X－5.81、（4）NT�proBNP との比較：従来法、
新規法ともに、相関性は認められなかった。そこで、NT�proBNP 値によ
る 4分位評価を行ったところ、各群の新旧CK�MBの値について比較を
行った場合に、NT�proBNP 値が低値の群についてのみ有意差を認めた。
【考察】正確性については表示値及び参考値と同程度の測定値が得られて
おり、同時再現性についても良好な結果が確認された。NT�proBNP 低値
群でのみ新旧CK�MB活性値に有意差がみられたことから、MtCK活性
は主に心疾患のないCK�MB低値検体を測定する際に影響が顕在化して
いると考えられる。
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P1-39-2 シスタチンC標準化対応試薬における e�
GFR値比較検討

○
ほ り い み お

堀井 美往、紺野 琴子、三浦 ありさ、大山 博行
NHO 帯広病院 研究検査科

【目的】血清シスタチンC（以下 sCys�C）は分子量 13.3kDa の塩基性低分
子蛋白で、全身有核細胞より細胞内外環境に影響を受けず常に一定の生
産量で分泌され、そのほとんどが腎糸球体で濾過後、近位尿細管で再吸収
および異化分解され、一部尿中に排泄される一連の動態をたどる。健常状
態の血清では生産と異化のバランスにより一定濃度に保たれており、病
的状態での血中濃度の増加のほとんどは腎糸球体濾過能（GFR）の低下を
反映する。また、sCys�Cは筋肉量の影響を受けず、加齢による変動も少
ないこと、血清クレアチニンでは検出が困難であった慢性腎臓病（CKD）
分類ステージ 2での早期腎障害の検出マーカーとしての有用性が確認さ
れており、臨床的見地からも需要が増加してきている。従来の sCys�C
はメーカーの異なる試薬間での系統的な測定誤差が課題とされてきたが
2012 年に IRMMから認証物質が作成されたことを受け、JSCCの血漿蛋
白専門標準委員会が測定試薬間差の測定誤差縮小を試みた結果、主な試
薬メーカーの日常検査測定法におけるキャリブレーターの値に対し認証
標準物質に準拠した標準化という形で「従来のキャリブレーター値に換
算係数をかけて補正する」ことが報告され、さらに日本腎臓学会から標準
化された sCys�Cを用いた推算糸球体濾過率（e�GFR）の式が発表され
た。当検査科では標準化対応試薬への移行を検討するため 3メーカーの
試薬を比較検討した。【試薬・測定機器】ロシュ・ダイアグノスティック
ス社 モジュラーアナリティクス Pモジュールを用い測定し、試薬は
アルフレッサファーマ、デンカ生研、カイノスの 3社とした。結果・考
察・結論に関しては後日学会にて報告する。

P1-39-3 慢性期病棟（重症心身障害・精神科・認知
症）患者に於ける各種ビタミン・微量元素の動
態

○
まつもと きよし

松本 清1、落合 容子1、東野 明澄2、西尾 菜々2、柏 宗伸3、
村崎 明広2、市川 俊介4、白石 潤4、石崎 恵子4、吉田 光宏5

NHO 北陸病院 研究検査科1、NHO 北陸病院 栄養管理室2、
NHO 北陸病院 薬剤科3、NHO 北陸病院 精神科4、
NHO 北陸病院 神経内科5

【目的】重症心身障害・精神疾患・認知症疾患の患者は、病院食を長期に
渡り摂取しているが、体調等を伝えることも困難な方が多く、計算された
栄養素が摂取されているとは限らない。そこで体内生合成不可能なビタ
ミン・微量元素の動態を栄養管理室と共同で調査を行ったので報告す
る。【方法】酸化Mg以外の投薬患者（11 名）を除く、ひまわり病棟（重
症心身障害）、3病棟（精神疾患）、わかくさ病棟（精神身体合併症）53
名について、ビタミン（B1、B12、E）、葉酸、微量元素（Zn、Mg、Fe、
Cu、Se）の測定を行い、性差、年齢による変化にも注目した。なお統計
解析には、SPSS（Ver22.0）を使用し、2変量の相関分析・両側有意差検
定、分散分析・多重比較、t検定、p＜0.05 により行った。【成績】病棟間
比較では、わかくさ病棟、VB1 にて他の病棟より高値を認めた（p＜0.05）。
その他項目で有意差はないが、VE、Zn、Se にて異常値（基準値未満）を
多く認めた。全体の性差比較ではVE、VB1 にて男性が女性より低値を認
め、病棟別の性差比較では、わかくさ病棟、Cuにて男性が女性より低値
を認めた（p＜0.05）。また全体の年齢比較では、VE、VB1 にて中高年者
に低値を多く認め、病棟別の年齢比較では、わかくさ病棟、Fe にて加齢
により値の低下を認めた（p＜0.05）。【結論】病院食にはビタミン・微量元
素が含まれているが、不足状態にある患者が多く、吸収率の問題や Se
のように投薬のない項目もあり、NST委員会と連携を密に取る必要性を
感じた。また動脈硬化や認知症予防に有用といわれるVE、Se の検査が保
険適応外で定期的に実施できない為、当院のような高齢者が多い施設で
は、不足状況の及ぼす病態を検討することが今後の課題である。

P1-39-4 血清アルカリホスファターゼ値は褥瘡の重症
度と相関するのか？

○
し ん や かずゆき

新谷 和之1、宮田 聡子2、船津 栄2、樋口 淑子2、村下 一晃3

NHO 横浜医療センター 臨床検査科1、NHO 横浜医療センター 皮膚科2、
NHO 横浜医療センター 形成外科3

【目的】近年、血清亜鉛値の低下している患者では、褥瘡が悪化している
事が知られてきた。しかし、亜鉛の血中濃度は生体の調節機能により実際
には亜鉛欠乏症でも正常値を示すことが多い。血清アルカリホスファ
ターゼ（ALP）は、活性化する際に亜鉛を必要とするため、血清ALP
値が褥瘡の重症度と相関するのではないかと考え、当院での褥瘡患者の
重症度と血清ALP値について検討を行った。
【対象および方法】当院では、院内の全褥瘡患者について毎週回診を行い、
その重症度についてDESIGN�Rを用いて評価している。2013 年 10 月よ
り 2014 年 3 月までの、褥瘡患者のべ 135 症例について、DESIGN�Rの総
合点、各項目の点数と血清ALP値との散布図を作製し、その関連性につ
いて検討した。
【結果】DESIGN�Rの総合点と血清ALP値との関係を検討してみたとこ
ろ、褥瘡が重症である症例では、血清ALP値が正常値の下限をとる事が
多い傾向にあり、血清ALP値が高値となる患者は認められなかった。DE-
SIGN�Rの各項目における点数と、血清ALP値には相関は認められな
かった。
【まとめ】褥瘡が重症であると血清ALPが低下する傾向は認められたが、
血清ALP値は、肝疾患や骨病変により血中に放出されるため、その除外
が必要である。また、個々の患者において、褥瘡の重症度が変化した際に、
血清ALP値がどのように変化するかについては現在検討中である。

P1-39-5 微量金属測定における採血管の影響

○
し み ず か ず き

清水 和樹、野崎 慎司、久野 欽子、高橋 美智子、笠島 里美、
川島 篤弘

NHO 金沢医療センター 臨床検査科

【はじめに】微量金属測定において金属コンタミの回避は重要である。特
に亜鉛は採血管のゴム栓から溶出し正誤差を起こすことが知られてい
る。今回我々は、微量金属専用と生化用分離剤の採血管の共有化を目的
に、採血管が微量金属測定に与える影響について検討を行ったので報告
する。
【方法】微量金属検査用No.368380（日本ベクトンディッキンソン）以下
B社金属用、凝固促進剤入り分離剤No.367968（日本ベクトンディッキン
ソン）以下B社分離剤、生化用分離剤インセパック 2－ST SMD750CG
（積水メディカル）以下 S社分離剤、ベノジェクト 2真空採血管VP�AS
073K（TERUMO）以下T社分離剤、4種の採血管に対して、生食（日本
薬局方、生理食塩液「ヒカリ」）を注射し、室温で 2時間倒立にて静置し
てFe・Zn・Cuを測定した（各 n＝10）。日立用サンプルカップにも生食
を分注し対照とした（n＝10）。溶出の有無の判定は、対照の測定結果に対
して、Fe≧3.0ug�dl、Cu≧0.5ug�dl Zn、≧5.0ug�dl（添付文書より各試薬
の検出限界以上）を溶出有とした。分析装置は、TBA�C16000（東芝）、
測定試薬はアキュラスオート Zn・クイックオートネオCu・クイック
オートネオFe（シノテスト）を使用した。
【結果】B社分離剤の対照との差はFe 0.9ug�dl、Cu 0.4ug�dl、Zn 12.5ug�
dl となった。Fe および Cuは溶出なし、Znのみ溶出を認めた。その他の
3種の採血管はFe、Cu、Znの溶出は認めなかった。
【考察】現在当院で使用しているB社分離剤は、ゴム栓から Znが溶出す
るため Znの測定にはB社金属用が必要である。しかし、S社分離剤およ
びT社分離剤ではFe、Zn、Cuの溶出がないため、微量金属専用と生化
用分離剤の採血管を共有することができる。
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P1-39-6 生化学分析装置2台稼働中の1台において発
生した症状の検証―1台の1項目のみ低値を
示した現象について―

○
そ ぶ え み か

祖父江 美香、梅田 和則、福井 弘、横山 茂、金子 英雄
NHO 長良医療センター 臨床検査科

【はじめに】当院は生化学自動分析装置 2台で運用しており、両機器は同
一試薬・標準品を使用している。今回我々は、1台の 1項目のみ低値とな
る現象を経験した為、その検証と対策について報告する。【機器及び試薬】
生化学自動分析装置：TBA�c8000（東芝メディカル）、BM�6010（日本電
子）、試薬：シカリキッド γ�GT【発生状況】精度管理において、BM�6010
の γ�GTPのみ約 25％低値を示し管理範囲外となった。該当項目は、同日
に試薬入替え操作も未実施であり、キャリブレーション（以下検量と略）
もしていない状況。管理血清は異なる濃度域でもほぼ同比率で低値で
あった為、検量を実施したが改善せず。【検証状況】1．試薬変性疑い：試
薬の入替え後、検量と精度管理（未改善）。2．標準物質：同一標準物質に
てTBA�c8000 で検量実施。データ問題無し。（標準物質問題無）3．測定
波長の影響：光源ランプを交換後検量と精度管理（未改善）。4．管理血清
のみの現象疑い：同現象が管理血清のみに発生している疑い（試料のマ
トリックス）があり、患者血清による両機種比較で同様の現象。5．試薬
メーカへ問合せ：同様の現象経験を問合せたが、未経験。【結果と考察】
光源ランプ以外のメンテナンスを順に実施し、試薬シリンジのシール交
換した後、測光部の液量不足の解消により完全に解決した。生化学検査に
おいて 1項目のみに問題が発生した場合、試薬自体の問題と捉えるのが
通常である。今回の事例により、装置の状態が最も反映されやすい項目で
偶然発見された現象であり、他の項目もいずれ影響を受けたものと推測
され、今後、試薬の粘調度が高いといわれる γ�GTPには特に注意が必要
であると思われる。

P1-39-7 血中メトトレキサート濃度測定試薬の基礎的
検討

○
あさかわ み つ ほ

浅川 三穂、手塚 俊介、小山 綾子、大城 雄介、宮川 真名実、
長谷川 達朗、土井 誠一、永井 正樹

国立国際医療研究センター病院 中央検査部門

【はじめに】葉酸代謝拮抗薬であるメトトレキサート（以下MTX）は、主
に抗がん剤として白血病に使用され、近年では関節リウマチの治療にも
用いられる化合物である．大量投与療法時には重篤な副作用を回避する
為、経時的なモニタリングが必要とされている．今回我々は，新たに開発
された血中MTX濃度測定試薬の基礎的検討を行ったので報告する．【対
象・試薬・分析装置】対象は，当院における患者検体（n＝36）ならびに
調整試料を使用した．検討試薬は血中MTX濃度測定試薬 SEA�B52A01
（積水メディカル），分析装置は日立 7180 形自動分析装置を使用した．ま
た，対象試薬は蛍光偏光免疫測定法を原理とするメトトレキサート II・
ダイナパック（アボットジャパン）を用い，TDX�FLX（アボットジャパ
ン）で測定を行った．【方法・結果】1．再現性：3濃度のコントロールを
20 回連続測定した結果，同時再現性はCV0.03～0.93％だった．日差再現
性も良好な結果が得られた．2．希釈直線性：高濃度試料をプール血清で
10 段階希釈後 2重測定した結果， 1.20μmol�L まで直線性が認められた．
3．検出限界：低濃度試料を 10 段階希釈して 2.6SD 法で評価した結果，検
出限界は 0.024μmol�L であった．4．共存物質の影響：干渉チェックA
プラスおよびRFプラスをプール血清に添加して測定した結果，いずれ
も影響は認められなかった．5．相関：患者検体（n＝36）を用いて従来法
との相関を検討したところ，良好な相関を認めた．【まとめ】基礎的検討
を行った結果，同時再現性，日差再現性，従来法との相関も良好であった．
また，検出感度においても低濃度域の信頼性に優れており，日常検査にお
いて十分な性能を有していると思われた．

P1-39-8 CGMS�iPro2の使用経験について

○
は な わ まさゆき

花輪 正行1、加藤 雅彦2

NHO 北海道医療センター 臨床検査科1、
NHO 北海道医療センター 糖尿病・脂質代謝内科医長2

【はじめに】皮下連続式グルコース測定システム（CGMS）は、皮下組織
に専用のセンサーを装着し連続的に皮下間質液のグルコース濃度を記録
するもので、SMBGや HbA1c では追求できない血糖変動を確認する事が
できる。当院では平成 24 年にネットからのアクセス可能なCGMS�iPro
2 を導入し、今回私は本機を使用する機会を得たので実際に経験した内容
を報告する。【方法】平成 24 年 11 月より平成 26 年 3 月迄に当院で
CGMS�iPro2 により検査を施行した 14 人を対象として、検査前に患者様
へ検査内容を説明し、検査当日は 14 時に来院してもらい行動記録の書き
方、1日 4回の SMBG施行方法等の説明を行い、検査終了日に SMBG
や記録カードをチェックし不明な点の聞き取り調査を行った。【実施後】
（1）検査前の説明時に検査目的等の説明を行わないとトラブルになる事
があった。（2）検査当日も再度目的や検査方法等の説明を行わないと記録
カードの付け忘れがあり、又、SMBGの時計が狂っていた事もあった。
（3）検査終了時に記録カードをチェックしないと内容がわからない事が
あった。又、SMBGの測定時間・値が記録カードの記載と違っている事が
多かった。【結語】事前に検査の説明を丁寧に行う事と、検査当日は SMBG
機器の時刻を合わせ、行動記録時間を SMBGの機械の時刻とする事が理
想と思う。又、検査終了時のアップロード前にパソコンの時刻を確認する
事と、アップロード時に SMBGより校正用の血糖をダウンロードできる
機種もあるが、できない機種についてはログブックの作成時に SMBG
本体の時刻・値を入力し報告書を作成するべきと考える。

P1-39-9 カラー表示を活用した自己血糖測定に対する
モチベーションの変化に関する研究

○
たかはし ち ひ ろ

高橋 千尋1、小林 正弘1、新谷 和之1、国仲 伸男1、吉田 和浩1、
宇治原 誠2

NHO 横浜医療センター 臨床検査科1、
NHO 横浜医療センター 糖尿病内分泌内科2

糖尿病は、高血糖が慢性的に続く疾患であり、インスリン分泌作用不全の
1型と、全体の半数以上を占める生活習慣病が原因の 2型がある。糖尿病
による合併症は、動脈硬化や自律神経障害、視力の低下、腎機能低下など
があり、治療せずに放置しておくと壊死や失明、あるいは腎不全になり透
析が必要になることもある。したがって適切な診療を受け合併症を防ぐ
為にも、治療効果を把握し生活習慣の振り返りをすることは必須であり、
その手助けとなる自己血糖測定器は重要なツールとなる。しかし、毎日の
測定が単調に感じられ、慣習化してしまうことで測定がおざなりになり、
自己中断してしまうことがしばしば見受けられる。
そこで、自己血糖測定（以下 SMBG）に対するモチベーションの維持向上
にカラーモニタが搭載された、Johnson & Johnson 社の自己血糖測定器ワ
ンタッチウルトラビューが、一役割を担うことができないか考えた。本機
の特徴として、正常範囲は緑、高値は赤、低値は青と血糖値が色で表示で
きるため、患者は色を見て自分の状態に気付くことができる。研究デザイ
ンとして、カラー表示されない他社機種ですでに自己測定を行っている
糖尿病内科の外来患者を対象に、SMBGに関するアンケートを実施する。
その後、カラー表示を踏まえたワンタッチウルトラビューの操作指導を
行い切り替える。ある一定期間使用してもらい再度同様のアンケートを
実施し、血糖値を視覚的に捉える事が、SMBGを行う上で患者のモチベー
ションにどう影響したかを分析し報告する。
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P1-40-1 アーキテクト・high sensitive トロポニン I
試薬の基礎的検討

○
うちやま あ り さ

内山 有里紗、吹田 卓也、相原 美奈子、溝上 泰司、
池田 俊彦、末武 貢、住田 善之、益田 喜信、藤森 洋一

NHO 京都医療センター 臨床検査科

【はじめに】トロポニンは心筋、骨格筋の細胞内でトロポニン I、C、T
のサブユニットより構成される複合体であり、筋収縮に重要な役割を果
たしている。このうちトロポニン Iは、心筋損傷の特異的な指標として急
性冠症候群の診断マーカーとして使用されている。今回、アーキテクト・
high sensitive トロポニン I測定試薬（アボットジャパン株式会社。以下、
hs TnI）の基礎的検討を行った。また、従来のアーキテクト・トロポニン
I試薬（以下、TnI）による測定値との相関性についても検討した。【方法・
結果】アーキテクト i2000SR を用いて、以下の項目について基礎的検討を
行った。（1）同時再現性：3濃度の管理試料を 10 回連続測定した結果、C.
V.は 1.7～2.9％であった。（2）日差再現性：3濃度の管理試料を用い 7
日間測定した結果、C.V.は 1.6～2.4％であった。（3）希釈直線性：4濃度
に調製したプール血清を 10 段階希釈後、各濃度を 2重測定した結果、い
ずれの濃度においても直線性を確認することができた。（4）ブランク上限
（LoB）：キャリブレータA（0濃度）を 20 回連続測定した結果、0.39pg�
mLであった。（5）定量限界（LoQ）：低濃度のプール血清を 6濃度に調整
後、各濃度を 2重測定し、5日間にわたり検討を行った。その結果から回
帰曲線を求めC.V.10％に相当する値を定量限界としたところ、5.2pg�mL
であった。（6）相関試験：TnI との相関性を検討した結果、y＝0.99x
＋38.65、r＝0.997 であった。【結論】hs TnI の基礎的検討を行った。同時
再現性、日差再現性、希釈直線性、定量限界、相関試験のいずれにおいて
も良好な結果が得られ、トロポニン Iを、低濃度域まで高い精度で測定で
きることが確認された。

P1-40-2 ルミパルスHBsAg�HQの基礎的検討

○
と り す ゆ ま

鳥巣 由真、内藤 愼二、小田 秀樹、鬼塚 聖子、東 千恵、
黒川 晋一朗、森 香織

NHO 嬉野医療センター 臨床検査科

【はじめに】現在HBsAgは B型肝炎の診断とともに治療効果判定への有
用性が注目されている。通常B型肝炎のモニタリングはHBV�DNAによ
り行われているが、HBV�DNAは治療により比較的早期に消失するため、
HBsAgを高感度に測定することは治療効果判定やウイルス再活性化等
の臨床的観点から大きな意味があり重要である。今回、HBsAgを高感度
に定量測定できる新試薬HBsAg�HQについて現行試薬と比較し、その臨
床的有用性を検討したので報告する。
【方法】使用測定機器はルミパルスG1200（富士レビオ（株））、使用試薬
は新試薬のルミパルスHBsAg�HQ：カットオフ値＜0.005IU�mL（富士
レビオ（株））と現行試薬のルミパルスHBs�Ag：カットオフ値＜1.0C.
O.I．（富士レビオ（株））で、測定方法は化学発光酵素免疫測定法である。
検討方法は、同時再現性は 3濃度のコントロール血清を用いて測定（n＝
10）、日差再現性は 3濃度のコントロール血清を 10 日間測定した。直線性
は高濃度試料をHBsAg陰性プール血清で調整し、8段階希釈したものを
2系列作成して 3重測定した。現行試薬との相関は患者検体 37 件を測定
した。
【結果】再現性については同時再現性のCVは 0.71～1.30％、日差再現性の
CVは 0.87～1.85％であった。直線性については約 140IU�ml まで直線性
をみとめた。現行試薬との相関は、相関係数が r＝0.980 であった。
【まとめ】今回検討した新試薬は同時再現性、日差再現性、直線性、現行
試薬との相関において良好な結果を示した。新試薬HBsAg�HQは現行試
薬に比べ、定量値での迅速な報告が可能であり、より日常検査に対応しう
る有用性が高い試薬と考えられた。

P1-40-3 Hydrasys2を用いた電気泳動法と免疫固定
法の有用性について

○
み や け よ し こ

三宅 佳子、土手 千尋、佐藤 友則、正木 修一、角南 一貴
NHO 岡山医療センター 臨床検査科

【はじめに】多発性骨髄腫をはじめとする単クローン性ガンマグロブリン
血症の診断には、モノクローナル蛋白（M蛋白）の検出が重要である。M
蛋白検出にはアガロースゲルによる蛋白電気泳動法が一般的であり、M
蛋白同定には免疫電気泳動法（IEP）や免疫固定法（IFE）が用いられて
いる。今回我々は検査時間の短縮と業務の省力化を図るため、sebia 社の
Hydrasys2 を導入し尿蛋白電気泳動法と血清及び尿免疫固定法の検討を
行った。また免疫固定法とフリーライトチェーン（FLC）との相関につい
て検証を行ったので報告する。【方法】sebia 社の Hydrasys2 を使用し原
尿を用いた尿蛋白電気泳動と IFEの測定を行った。また 2013 年 11 月～
2014 年 3 月に IFEと FLCの同時依頼があった 321 検体について血清及
び尿中M蛋白同定結果とFLC値との比較検討を行った。FLCは SRL
へ外部委託した値を使用した。【結果】原尿を用いた尿蛋白電気泳動では、
塗布時間を 5分に延長することでM蛋白検出や尿蛋白分画像が得られ
た。また尿 IFEでは原尿を用いても感度良くM蛋白が検出できた。Hy-
drasys2 を導入することにより、煩雑な上にコストのかかる尿濃縮作業を
省くことが可能となった。FLC値との相関については κ�λ比が基準値内
にあった 181 例のうち血清M蛋白が検出された検体が 83 例（45.9％）
あった。また κ�λ比が基準値を外れた 140 例のうち尿及び血清M蛋白が
検出されなかった検体が 19 例（13.6％）あった。【考察】FLC測定は単ク
ローン性ガンマグロブリン血症の診断補助には有用であるが、FLC値の
みを予後予測マーカーとして使用するのはM蛋白を見落とす恐れがあ
り、IFE測定が必須であると考える。

P1-40-4 細菌感染症におけるプレセプシンの検討

○
なかにし かおり

中西 香、下枝 弘和、石井 裕子、磯部 光、羽根田 進、
笠島 里美、川島 篤弘

NHO 金沢医療センター 臨床検査科

【はじめに】近年、敗血症診断の新たなバイオマーカーとして注目されて
いるプレセプシン（P�SEP）は、細菌感染などの刺激により LBP複合体
の細胞膜上のCD14 が切断され、血中に放出されるCD14 分子の断片で
ある。2014 年 1 月に保険収載され、既存のバイオマーカーより優れている
との報告もある。今回、感染症における P�SEP の有用性を、現在院内測
定を行っているプロカルシトニン（PCT）と比較検討した。
【対象・方法】2014 年 3 月～5月に P�SEP と PCTの同時測定を行った
47 例を対象とした。P�SEP は「パスファースト Presepsin」（LSI）、PCT
は「エクルーシス試薬ブラームス PCT」（ロシュ）を用いた。対象となっ
た 47 例を細菌培養や臨床症状より感染症群および非感染症群に分類し
統計学的に検討を行った。
【結果】感染症群 32 例と非感染症群 15 例に分類し測定値を比較したとこ
ろ、P�SEP は感染症群 1214±2368pg�mL、非感染症群 288±292pg�mL、
PCTは感染症群 3.31±5.21ng�mL、非感染症群 0.18±0.15 ng�mLでいず
れも両群に有意な差があった（p＜0.05）。ROC曲線から求めた曲線下面積
は P�SEP 0.80、PCT 0.86 であった。P�SEP と PCTの相関は 0.26、陽性一
致率は 75.0％、陰性一致率は 73.9％であった。
【考察】今回の検討では、P�SEP・PCTともに両群に差があり、いずれの
バイオマーカーも細菌感染症を診断する上で有用であると考えられる。
また、ROC曲線下面積の結果からはプレセプシンより PCTが優れてい
たが、症例数が少ないため今後の再検討が必要と思われる。陽性陰性一致
率は高いものの、P�SEP と PCTの相関はなく、血中への出現機序も異な
ることからそれぞれの特性を十分に理解した上での測定値による評価が
必要と考えられる。
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P1-40-5 血清カルニチン測定試薬の基礎的検討および
L－カルニチン投与による血清カルニチンの変
動について

○
こ が ゆたか

古賀 裕1、五十嵐 善男1、保田 剛史1、田辺 恵梨1、島田 朋幸1、
岩間 裕子1、菅原 恵子1、菅 孝1、山田 光則1、下村 登規夫2

NHO さいがた医療センター 臨床検査科1、
NHO さいがた医療センター 神経内科2

はじめに：L�カルニチンは、生体内で心筋や骨格筋の細胞内に多く含み、
細胞質内の長鎖脂肪酸をミトコンドリア内で分解しエネルギーを生成す
るための輸送物質である。今回、カルニチンの院内検査導入を目的とし基
礎的検討を行った。さらに、当院で検査依頼したカルニチン患者で、L�カ
ルニチン投与前後のデータを比較し若干の知見を得たので報告する。対
象と方法：装置は東芝TBA120FR を使用し、試薬はカイノス社の総カル
ニチンカイノスと遊離カルニチンカイノスを使用した。検討項目は同社
のコントロール Level1、2 を使用し同時再現性、日差再現性、希釈再現性
を実施し、相関については外注先の結果と当院測定値を比較した。L�カル
ニチン投与前後のデータ比較については 2013 年 5 月から 2014 年 5 月ま
でに提出された患者を利用し、現時点では院内導入前のため外注先の
データを使用した。結果：同時再現性（n＝10）は CV0.2～1.4％、日差再
現性は 6日間測定しCV0.7～1.4％、希釈再現性は、低濃度域 0.1μmol�L、
高濃度域は 500μmol�L まで良好であった。相関については、総カルニチ
ンが、y＝0.924x＋0.99 γ＝0.994、遊離カルニチンが、y＝0.931x＋1.03
γ＝0.992 であった。また、L�カルニチン投与前後の比較では、患者 12
名の平均値において投与後総カルニチンが 11.8μmol�L と上昇し、内遊離
カルニチンが約 80％を占め、アシルカルニチンについて 20％上昇に留
まった。まとめ：L�カルニチンの基礎的検討において良好な成績を得ら
れた。また、カルニチンの投与前後の比較では投与後、遊離カルニチンの
上昇が大きくアシルカルニチンの変化が少なかったのは外来性カルニチ
ンに対する生体反応の一つが示唆された。

P1-40-6 当院職員におけるウイルス抗体保有率につい
て

○
きた ひ ろ こ

北 寛子、川畑 圭子、米田 昭代、仲村 恵子、高橋 和也、
石田 千穂

NHO 医王病院 研究検査科

【はじめに】麻疹、風疹、水痘・帯状疱疹、流行性耳下腺炎（ムンプス）は
いずれもワクチン接種により予防可能な感染症である。医療従事者が発
症すると、患者や他の医療関係者への広範な伝播の恐れがある。よって、
発症を予防するに十分な免疫を獲得した上で勤務することが望ましい。
今回、当院職員の上記 4種類のウイルス感染症に関して、抗体価の把握と
ともに、発症予防に十分な抗体価がないと判断された職員に対してのワ
クチン接種を検討すべく抗体価の測定を行った。【対象・方法】2013 年に
健診採血を行った当院職員 315 名（男性 95 名、女性 220 名）を対象とし
た。抗体価は全て LSI メディエンスに委託し測定した。方法は麻疹ウイル
ス IgG のみNT（中和反応）法とし、その他のウイルス IgG には EIA（酵
素免疫測定法）法を用いた。【結果】最も陰性率が高かったのはムンプス
抗体価で男性 53％、女性 42％であった。次いで風疹抗体価の陰性率が高
く、男性 14％、女性 21％であった。麻疹、水痘・帯状疱疹抗体価の陰性
率は低く、前者は男性 6％、女性 5％、後者は男性 0％、女性 1％であった。
【考察】麻疹、風疹については定期接種が行われているため、水痘・帯状
疱疹は定期接種項目に含まれていないが、感染力が強く、多くが小児期に
水痘に罹患することにより抗体陰性率が低い傾向にあると考えられた。
一方、ムンプス抗体価の陰性率が高値であったのは、定期接種が行われて
おらずワクチン接種率が低いこと、感染力も水痘ほど強くないため罹患
率が低いことに起因していると考えられた。この結果に基づき、抗体価が
不十分な職員に対してのワクチン接種が行われた。そして本年度の健診
時に抗体価を追跡していく方針である。

P1-41-1 多職種によるチーム医療の一環としての歯科
衛生士と薬剤師の連携

○
た が ま ゆ か

多賀 真由香1、藤原 千尋1、後藤 美香1、花田 彩2、坪嶋 美恵子1

NHO 福山医療センター 看護部1、NHO 福山医療センター 薬剤科2

【目的】多職種連携におけるチーム医療の重要性が示唆されている。現在、
当院では歯科衛生士が呼吸サポートチーム（RST）や栄養サポートチーム
（NST）のメンバーとして活動している。歯科衛生士と薬剤師が密接な連
携をもち、適切な薬剤を使用することによって歯科衛生士による専門的
口腔ケアの質を高めることを目的とする。【方法】1．週 1回 1 時間、歯科
衛生士と薬剤師が病棟ラウンドを一緒に行う。2．病棟ラウンド前に患者
情報を電子カルテ上にて収集する。3．ラウンド時に患者の口腔内を観察
し、化学療法・放射線治療による口腔有害事象を評価する。4．口腔有害
事象に対し薬剤師が口腔ケアに使用する適切な薬剤の検討をする。5．併
せ、薬剤師が内服状況・薬剤の副作用の有無・症状等を患者から聴取す
る。6．歯科衛生士が患者に合ったセルフケア方法を指導する。7．歯科衛
生士・薬剤師がそれぞれ口腔有害事象に対するセルフケア・薬剤の使用
方法について説明する。8．ラウンド終了後にはカンファレンスを実施す
る。【結果】個々の患者のニーズに適した歯科衛生士の専門的口腔ケアと
適切な薬剤の使用がつながり、より質の高い口腔ケアを提供できた。さら
に、定期的な病棟ラウンドは患者の口腔有害事象の早期発見に寄与し、心
身的苦痛を最小限に留めることによって治療の継続とQOLの維持・向
上につながった。【結論】多職種によるチーム医療の一環としての歯科衛
生士と薬剤師の連携は、相互の専門性を理解し知識の深化につながり、質
の高い口腔ケアの提供を可能とした。

P1-41-2 常勤歯科医師のいない急性期病院においての
歯科衛生士による口腔管理導入について

○
ふじわら ち ひ ろ

藤原 千尋1、後藤 美香1、多賀 真由香1、坪嶋 美恵子2

NHO 福山医療センター 看護部 歯科衛生士1、
NHO 福山医療センター 看護部2

【目的】口腔管理の有用性は、入院期間の短縮や誤嚥性肺炎等の合併症予
防、医療の質と患者のQOLの向上に大きく寄与することは明らかであ
る。当院は 410 床を有する急性期病院であるが歯科は標榜していない。そ
こで全病棟で口腔管理を導入すべく、平成 24 年 5 月より歯科衛生士を看
護部所属で新規採用し口腔管理を行っているので報告する。【方法】対象
患者を選別するため、口腔アセスメントシートを作成し、病棟看護師がこ
れをもとにチェック、該当すれば歯科衛生士にコンサルテーションし介
入するという流れである。【結果】平成 24 年 5 月から平成 25 年 3 月まで
の期間の介入件数は 217 件、月平均 19、7 件であった。診療科別件数は、
消化器外科：104 件、消化器内科：45 件、呼吸器内科：27 件、呼吸器外
科：18 件、婦人科：9件、泌尿器科：2件、乳腺内分泌外科：3件、整形
外科：6件、小児科：3件であった。翌年度平成 25 年 4 月から平成 26
年 3 月までの期間の介入件数は 497 件、月平均 41、4 件であった。診療科
別件数は、消化器外科：249 件、消化器内科：83 件、呼吸器内科：45 件、
呼吸器外科：40 件、婦人科：29 件、泌尿器科：12 件、乳腺内分泌外科：
4件、整形外科：20 件、小児科：13 件、皮膚科：2件であり、上位 3診療
科については変化がなかった。平成 24 年度と平成 25 年度ではコンサル
テーション件数は 2、2倍に増加した。口腔アセスメントシートのチェッ
ク項目以外に周術期、化学療法やステロイド使用による口腔関連症状に
よるもの、予防的介入、緩和ケアでの介入という依頼が増加要因である。
【結語】歯科衛生士による全病棟での口腔管理導入は多職種の口腔に対す
る認識を高め、医療の質の向上に貢献した。
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P1-41-3 ハチアズレ＋生理的食塩水の口腔ケア効果

○
さ と う み き

佐藤 美紀
NHO いわき病院 機能訓練室

【はじめに】重症心身障害児（者）の口腔内は抗てんかん薬などの副作用
による歯肉増殖等、様々な口腔内疾患が口腔ケアの手技を困難にし、日々
の看護業務の負担となっている。病棟で日常使用している洗口液（グルコ
ン酸クロルヘキシジン）は重度口腔内疾患の患者に対して改善や効果が
得られていない。今回、炭酸水素ナトリウム配合剤であるハチアズレを生
理的食塩水に混合し使用したことで一定の効果が得られたため、考察を
踏まえて以下に報告する。【目的】ハチアズレ＋生理的食塩水を使用する
ことで口腔内環境の安定を図る。重度口腔内疾患患者の口腔内洗浄に使
用することで患者負担の軽減になる。【方法】洗口液をハチアズレ＋生理
的食塩水を継続し使用する。頻度は 1日 2回実施（そのうち 1回は歯科衛
生士介入）。対象者は重度口腔内疾患患者の男性 3名女性 2名。評価期間
は 6か月設け視診と口腔内撮影を 2週間毎行う。【結果】ハチアズレ＋生
理的食塩水を使用し始めてから約 2週間で対象者全員に歯肉出血や腫脹
の軽減などが得られた。更に目に見える効果が得られたため病棟での使
用を推進し、現在でも安定した口腔内環境を維持している。【考察】ハチ
アズレは炭酸水素ナトリウムの成分作用、消炎・粘膜修復作用、壊死組織
の除去などの効果が期待でき、体液と等張である生理的食塩水と混合す
ることで、組織に対する弊害が少なく、治癒に対する相乗効果も認めたた
め一定の効果を得られたと考えられる。今回の結果により病棟での口腔
ケアの重要性を再確認し、日常的口腔ケアへ定着するきっかけに結びつ
いた。

P1-41-4 軟口蓋挙上装置が鼻咽腔閉鎖不全に及ぼす音
声音響学的効果

○
おくむら ひでのり

奥村 秀則
NHO 東名古屋病院

【目的】脳血管障害後遺症例の鼻咽腔閉鎖不全による開鼻声の治療のため
に作製した軟口蓋挙上装置（PLP）の効果を音声音響学的に評価する。
【症例および処置】83 歳男性。平成 17 年 9 月に右内包から放線冠にかけて
の脳梗塞、平成 21 年 12 月に同部位に梗塞再発。今回は、平成 25 年 3
月に、左放線冠に脳梗塞を発症し、急性期病院に入院後、リハビリテー
ション継続のため当院転院となった。入院後、義歯不適合、構音障害のた
め当科紹介を受けた。上顎全部床義歯不適合のため義歯調整を行ったう
えで、開鼻声に対して PLPを作成した。【方法と考察】義歯および PLP
装着の開鼻声に対する効果を検討するために、義歯未装着、義歯装着およ
び PLP装着時の各々の音声をサンプリングし、音声波形分析・編集ソフ
トウエアを用いて音声音響分析を行った。義歯未装着時の発話は、全体に
鼻音化し開鼻声となっており、音声スペクトログラムでは、フォルマント
上部が、かすれて薄くなっており、鼻音化に伴うアンチフォルマントの存
在が示唆された。詳細に観察すると、無声破裂音の破裂前の閉鎖区間が形
成されず、上部のフォルマントのかすれと併せて、閉鎖区間が鼻音化して
いる特徴が見られた。また無声摩擦音の部分も有声音化されていた。こう
した音声スペクトログラム上の鼻音化の特徴は、義歯を装着することに
より変化がみられ、PLPを装着することで、更に改善することが観察され
た。発話明瞭度は、PLP装着により、3.5 から 2に改善した。家族からも
話が聞き取れるようになったと言われ、自覚的にも息が鼻に抜けにくく
なるのを感じることができ、QOLの向上につながった。

P1-41-5 腎移植患者に生じた薬剤性歯肉増殖症の2例

○
す な み じ ろ う

角南 次郎、美濃 明希、松尾 敬子、吉田 陽子、原本 麻代、
橋本 美代子

NHO 岡山医療センター 歯科

今回われわれは、腎移植患者に生じた薬剤性歯肉増殖症の 2例を経験し
たので報告する。
症例 1
患者は 48 歳、男性で歯肉の腫脹を主訴として平成 15 年 12 月 14 日当科
を受診した。慢性腎不全のため 9年前に腎移植術を受けており、シクロス
ポリン、アムロジピンベルシ酸塩、メチルプレドニゾロンなどの投与を受
けていた。
歯肉の腫脹は腎移植術を受けた後から徐々に増大するようになり、初診
時には全顎的に歯冠のほぼ半分を覆うようになっていた。治療として除
石を行った後に数回に分けて歯肉切除術を行った。その後経過観察を続
け、4年半後にも全顎にわたり歯肉切除術を行った。
症例 2
患者は 31 歳、男性で歯肉の腫脹と出血を主訴として平成 20 年 8 月 25
日に当科を受診した。慢性腎不全のため半年前に腎移植術を受けており、
シクロスポリン、ニフェジピン、メチルプレドニゾロンなどの投与を受け
ていた。
歯肉の腫脹は腎移植術を受けた後に急速に増大し、初診時には全顎的に
歯冠の大半を覆うほどになっており、ブラッシング時の出血も認めるよ
うになっていた。治療として除石を行った後に数回に分けて歯肉切除術
を行った。しかしながら、再発性に歯肉増殖を生じるため、平成 21 年 6
月から平成 25 年 7 月まで部分的な歯肉切除術を繰り返し行うことを余
儀なくされた。その後腎機能低下のためシクロスポリンの投与が中止さ
れ、歯肉の増殖傾向は沈静化した。

P1-42-1 歯科治療時におけるアルコール依存症患者の
自律神経解析

○
いのうえ ひろゆき

井上 裕之1,5、長谷 則子2、井出 桃3、長谷 徹3、宮城 敦4、
柿木 保明5、西村 康3

NHO 久里浜医療センター 歯科1、神奈川歯科大学 歯学部2、
神奈川歯科大学短期大学部 歯科衛生学科3、神奈川歯科大学 障害者歯科4、
九州歯科大学 老年障害者歯科学分野5

【目的】アルコール依存症は種々の身体症状と精神症状を伴う極めて身近
な疾患である。演者らは歯科治療中の体調リスクマネージメントが特に
重要と考えモニタリングを実施してきた。前回調査で心拍変動解析によ
るストレス耐性について検討を行ったところ安静時自律神経活動が健常
判定されたのは 37.8％にすぎなかった。そのため今回は症例を追加し自
律神経活動変化をさらに調査したので報告する。【方法】モニタリングは
クロスウェル社製心拍変動解析装置を用い、心拍変動解析ほか得られた
心電図波形ならびに自律神経の働きにより変化する心拍揺らぎを交感神
経と副交感神経の揺らぎ周期の相違から解析し交感神経、副交感神経の
バランスを評価した。対象は平成 22 年 5 月～平成 25 年 4 月までに久里
浜医療センター歯科を受診したアルコール依存症患者で年齢は 21～70
歳の 54 名、平均年齢 45.4 歳である。なお、事前に治療時のモニタリング
を説明し、同意を得たものである。【結果】対象者に起立・立位のストレ
スを与えた後の自律神経活動評価についてパターンにしたがって分析を
行った結果、健常反応群は 19 名（35.2％）、自律神経活動低下者群が 8
名（14.8％）、交感神経機能低下者群は 19 名（35.2％）、交感神経過剰反応
者群 8名（14.8％）であった。【考察】アルコール依存症患者では安静時か
ら自律神経に異常を示すものが多く、しかもストレスが加わった後の反
応が過剰であったり、遅れたりと変化に多様性が認められ大きな変調へ
と移行する可能性が示唆された。そのため自律神経解析法によるモニタ
リングは歯科治療の安全性を高める上で極めて有効なものと考えられ
た。
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P1-42-2 免疫不全のない若年者の智歯周囲炎に併発し
たカンジダ血症の一例

○
いしまる たかのり

石丸 孝則1、江本 因2

NHO 関門医療センター 歯科口腔外科1、NHO 関門医療センター 内科2

患者：19 歳，男性。主訴：右下顎痛。既往歴：特記事項なし。現病歴：右
下顎痛・耳痛を自覚し、右下顎腫脹，開口障害も伴ったため，当院救急科
受診し．右下顎骨骨膜炎にて入院．ABPC�SBT点滴を受け．翌朝当科転
科となった。現症：右下顎腫脹、開口障害、右下顎埋伏智歯を認め、体温
37.4 度、CRP 1.59、白血球数 9160 であった。診断：右下顎智歯周囲炎お
よび右下顎骨骨膜炎。経過：ABPC�SBT点滴を続行。第 9病日、症状改
善しつつも．右耳痛持続。第 11 病日、CLDMへ変更。第 13 病日、耳痛軽
快。第 14 病日、体温 40.8 度，白血球 7,930 CRP 3.63。第 15 病日、体温 41.5
度．強い頭痛・嘔気・関節痛を伴う。血液培養にてCandida parapsilosis
検出。β�Dグルカン 50.6、F－FLCZ投与。第 17 病日、症状改善．血小板
8.6 万．PT 13.8、FDP�E 493.5 D ダイマー 6.8。第 20 病日、体温 36.8 度
全身皮膚に発疹が出現。MCFGへ変更。第 23 病日、体温 40.5 度．MCFG
による発熱のため投与中止。第 25 病日、体温 36.6 度、食餌全量摂取、転
院。転院先病院では，症状安定し，無治療にて退院。考察：深在性真菌症
は日和見感染であり，広域抗菌薬の使用，中心静脈栄養などの場合に起こ
る．一方、Candida parapsilosis では，医療従事者からの外因性感染とす
る報告が一般的である。これらを勘案すると、ABPC�SBT長期使用と末
梢静脈輸液（院内感染）が本症例カンジダ血症の原因と考えられる．患者
は若く，免疫不全状態でもないことが良好な結果につながった．

P1-42-3 下咽頭癌に対するシスプラチン投与中にSte-
vens�Johnson 症候群を呈した一例

○
と み ず な お き

戸水 尚希、安達 尚哉、林 誠、長岡 宏一、後藤 一純、
舟木 弘

NHO 金沢医療センター 薬剤科

【背景】シスプラチン（以下CDDP）は stage4 下咽頭癌に対する標準治療
として，放射線治療と併用で汎用されている抗癌剤である．CDDPの添付
文書には過敏症が記載されているが，Stevens�Johnson 症候群（以下 SJS）
の記載はない．今回，stage4 下咽頭癌の術前化学療法にて，化学放射線療
法でCDDP投与中に SJS をきたしたが，ステロイド投与により回復した
一例を経験したので報告する．【症例】38 歳女性．Stage4A 下咽頭癌に対
して，CDDPを用いた化学放射線療法が行われた．1コース目は特記すべ
き副作用はなく経過したが，2コース目 day21 より下肢発疹，掻痒感が出
現，day22 に頬部・肩に小紅斑・紫斑，発熱が出現し，外用ステロイド，
アセトアミノフェン（以下AAP）を使用した．day23 に 40.2℃の発熱，
咽頭部発赤が出現し，発熱性好中球減少症と診断され，タゾバクタム�ピ
ペラシリン（以下TAZ�PIPC）が開始となった．解熱はあるも，眼囲口囲，
陰部粘膜にびらん，背部，手掌に紅斑が出現したことから SJS と診断さ
れ，day30 よりプレドニゾロン（以下 PSL）が投与開始となった．薬剤リ
ンパ球刺激試験（以下DLST）では，AAPが陽性，TAZ�PIPC，CDDP
は陰性であった．【考察】薬歴および臨床経過より，SJS の原因として
CDDPが最も疑われた．CDDPは DLSTが陰性であったものの，PSL40
mg内服中の検体であり，また，DLST自体の精度が高いとは言えず、被
疑薬を否定することはできなかった．一方，AAPは DLSTが陽性であっ
たが，本患者は過去に頻回の使用歴があり，原因の可能性は低いと考え
た．なお，PMDAには CDDP使用中の SJS の報告が一例ある．【結語】
CDDP投与中に皮膚病変を認めた場合，SJS を考慮する必要があると考
えた．

P1-42-4 高齢者の口蓋部に生じた巨大な粘表皮癌の1
例

○
は ま だ ひろゆき

濱田 裕之、鹿野 学、川口 裕子、安井 正晃、宮川 まどか、
江頭 俊輔、古川 正幸、有家 巧

NHO 大阪医療センター 口腔外科

【はじめに】唾液腺由来の粘表皮癌は唾液腺悪性腫瘍の 20％を占め、小唾
液腺由来のものは口蓋部の発生が多いと報告されている。今回、われわれ
は高齢者の口蓋部に生じた巨大な粘表皮癌の症例を経験したので報告す
る。【症例】患者：87 歳、女性。初診日：2013 年 9 月上旬。主訴：嚥下障
害。現病歴：20 年前に左側上顎疣贅癌の切除手術を勧められるも放置し
ていた。2013 年 8 月上旬、気管支炎のため他病院の内科入院中に口腔内違
和感を自覚し、同病院の口腔外科を受診したところ口蓋部の腫瘍性病変
を指摘された。切除手術を勧められるも本人が希望せず、放射線化学療法
目的に当科紹介となった。既往歴：関節リウマチ、骨粗鬆症、高血圧症。
現症：口蓋部から左頬粘膜にかけて巨大な有茎性の腫瘤を認めた。臨床
診断：口蓋部悪性腫瘍。処置および経過：初診時の採血にて汎血球減少
を認めたため、汎血球減少の治療と口蓋部腫瘍の生検目的に同日当科入
院となった。血液内科対診のもと抗リウマチ薬の休薬とG�CSF 製剤の投
与によって血球減少の改善がみられたため、生検を行い粘表皮癌の診断
を得た。唾液腺悪性腫瘍は切除手術が第一選択であること、患者が高齢で
化学放射線治療の完遂困難が予想されることを考慮して腫瘍の可及的な
切除手術を計画した。9月中旬に再入院し、口蓋腫瘍の周囲約 5mmの健
全組織をつけて骨膜を含めて切除後、真皮欠損用グラフトを被覆し保護
床にて創部を保護した。9月下旬に当科退院となった。現在、術後半年以
上経過したが再発無く経過良好である。【結語】今回われわれは、患者が
高齢であったため、機能障害の改善を目的とした切除手術を行った粘表
皮癌の 1例を経験したので報告した。

P1-42-5 下顎智歯に対する2回法抜歯術の検討

○
おおつる ひろし

大鶴 洋1、田村 航1、高久 勇一朗1、猪飼 祥子1、大河原 綾子1、
森 美由紀2

NHO 東京医療センター 歯科口腔外科1、柏厚生総合病院 歯科口腔外科2

【緒言】下顎智歯（親知らず）の抜歯は、医療連携の点から病院歯科にお
いて、頻繁に行われている処置のひとつである。下顎智歯抜歯は、生え方
の点から様々なバリエーションがあり、経験者においても様々な困難度
が生じる抜歯術である。下顎智歯抜歯術は、解剖学的な問題により、抜歯
の最中に智歯根尖が下顎骨内部を走行する下顎神経を損傷し、その結果
として、抜歯手技自体に問題がなくても、下顎神経終末の下唇部に知覚鈍
麻を後遺する避けられない合併症が 0.4～1％の頻度で生じている。抜歯
後の知覚鈍麻は、患者に精神的負担をもたらすため、術前からの説明が重
要である。1994 年に仲井らは、下顎智歯抜歯後の神経損傷を避けるため
2回法抜歯術を考案し、報告してた。今回われわれは、下顎智歯抜歯術に
おいて、術後に下歯槽神経損傷により、知覚神経鈍麻が後遺する可能性が
懸念された症例に対して、2回法抜歯術を行ったので、その概要を報告す
る。【対象】男性 1名、女性 9名で、年齢は 19～50 歳（平均年齢：28.9
歳）。2名において両側の抜歯であった。10 例 12 側の下顎智歯に対して歯
冠除去が行われ、2例は、1回目の処置のあとに来院が中断、2例は 12
および 13 ヶ月を経過したが萌出が認められず経過観察となった。6例 8
側のうち 4例 6側において抜歯が終了。1例に極軽度の下唇の鈍麻が認め
られている。【結論】今回は少数例のため結論を出すことができなかった。
2回法抜歯術は 2度に渡って処置が行われるため、その適応には慎重にな
らなければならない。引き続き、慎重な適応症の判断と経過観察を行って
いく所存である。
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P1-43-1 口腔ケア方法の改善に向けて―360̊ 歯ブラ
シの効果―

○
み ず き ま な み

水木 真菜美、平坂 佑香、早苗 香織、増田 志伸、上見 夏芽、
高橋 久子

NHO 富山病院 山彦病棟

【目的】A病棟は重度心身障害児・者病棟である。歯科受診では歯石や歯
垢が多いと指摘されることが多く、現在行っている口腔ケアの方法では
歯垢の付着予防効果は低いと考えられた。原因としては、病棟内で統一し
た方法がなく、効果的な方法で磨けていない可能性があること、口腔ケア
にかけている時間が 1分程と短いことが考えられた。そこで今回は、効果
的に磨ける方法として 360̊ 歯ブラシを採用することで、その効果を明ら
かにすることを目的として研究を行った。【対象者】A病棟の経管栄養患
者 6名【方法】1．一般的な歯ブラシを使用しての歯垢付着率を調査。2．
360̊ 歯ブラシでの口腔ケアの方法について勉強会を実施。3．360̊ 歯ブラ
シを使用しての歯垢付着率を調査。4．一般的な歯ブラシ使用時と 360̊
歯ブラシ使用時、それぞれ 10 回ずつ調査した歯垢の付着率の平均値を対
象者ごとに比較。歯垢付着率は、1歯を 4面に分けた PCRチャートに記入
し、全歯面を 100％として何％の歯面に歯垢が付着しているかで算定。
【結果】対象者全員において一般的な歯ブラシ使用時と比較して、360̊
歯ブラシ使用時の方が歯垢付着率の平均値は減少した。【考察】今回の対
象者は様々な口腔内の特徴や開口時の抵抗があった。一般的な歯ブラシ
使用時よりも 360̊ 歯ブラシ使用時に歯垢の付着率が減少したのは、360̊
歯ブラシは歯列不正のため凹凸のある歯面にもブラシがフィットしやす
かったためと考えられる。また、開口が不十分でも磨けたのは、ブラシを
回転させなくても歯面にあてることができたためと考えられる。

P1-43-2 摂食拒否患者に対して家族と統一した環境調
整を行ったことで経口摂取が徐々に可能と
なった一例

○
ふるうち ひろし

古内 洋、田畑 恵太、及川 隆司
NHO 八戸病院 リハビリテーション科

【患者情報】平成 21 年 5 月 21 日 A病院にて出生時気道症状出現し、気管
切開施行。頭蓋骨縫合異常を有し、生後 8か月時 B病院にて形成術施行。
以降合併症等なく経過したが、摂食嚥下機能に関しては食物を見るだけ
で首振りや体動での拒否が多く、経管栄養抜去が困難。平成 25 年 6 月当
院摂食嚥下外来を受診し、ST評価、訓練を開始。【初回評価】5歳 1か月。
頸定可。座位、独歩も見守りで可能。気管カニューレ管理の為発声困難。
興味のあるおもちゃやテレビは集中可能。「チョウダイ」や指さしなどの
要求行為有。対面のやり取りは注意持続困難。【摂食嚥下機能】過敏症状：
顔面～口腔内有。開咬有。唾液嚥下認めず流涎多量。口唇閉鎖は模倣も困
難だが、偶発的な閉鎖は可能。歯ぎしり多い。ヨーグルトを口腔内に指で
少し入れると、咀嚼様運動や嚥下は認められず、唾液と共に流涎。【訓練
目標】過敏（拒否）症状の軽減、集中できる環境の調整と共に、自宅での
摂食に関わる対応方法を統一【訓練経過】ST訓練は 2週間に 1回。自宅
での摂食は一時中断し、集中できるTVをみせながら顔面～口腔内の脱
感作を後方介助で毎日実施するようご家族に伝える。3か月後 10 分間歯
肉の脱感作可能。しかし口に食べ物を持っていくと拒否あり。赤ちゃんせ
んべいや棒付の飴をもたせ訓練中観察。最初はすぐに手放してしまった
が、継続することで徐々に自ら口腔内に入れることが増える。6か月後初
めて唾液嚥下確認。10 か月後スプーンでヨーグルト、バナナを拒否なく
4～5口摂取可能となった。【考察】食事に対する問題点を家族と共有し統
一した対応を行ったことで、徐々に経口摂取が可能となった。今後も経口
摂取量が増えるよう関わりたい。

P1-43-3 重症心身障害児・者病棟における摂食機能訓
練～摂食訓練カードをとりいれて～

○
ひ ろ た ま り

廣田 真理、大倉 妙恵、野村 優子、矢藤 好子、安西 真奈
NHO 神奈川病院 重症心身障碍児（者）病棟

1．はじめに当病棟では、2010 年より、経口摂取している患者に対し多職
種と共に摂食ラウンドを行っている。病棟では配置換えや新採用者など
スタッフの入れ替わりがあり、一貫した知識・技術が不足している状況
である。そのため、訓練を有効なものにするための方法を検討し実施し
た。2．研究目的統一した摂食訓練ができる 3．研究方法（1）研究期間：
平成 25 年 6 月～12 月（2）研究対象：摂食訓練対象者 5名（3）方法 1）
摂食計画書・指示書に基づいた摂食訓練カードを作成する 2）勉強会の
開催 3）多職種による摂食ラウンドを実施、評価する 4）毎日摂食記録
を書く 4．結果 A氏は口唇閉鎖介助を行うことによってむせが少なく
なった、B氏は過開口の時間の短縮、C氏は摂食時間の短縮、D氏は自力
摂取への移行、押し潰しの向上、E氏は強い嚥下ができるようになった、
水分の吹き出しが減った、などの変化がみられた。5．考察勉強会の効果
として摂食訓練の基礎知識を身につけることができた。また、カードの導
入により患者各々の摂食機能訓練の目標を明確にできた。そして姿勢や
介助者の立ち位置、口唇閉鎖の仕方や口腔内へのスプーンの入れ方、介助
の方法を記載することで、全スタッフが認識し、統一して実施できた。6．
結論（1）研修会の開催や摂食カードの作成により、摂食に関する統一し
た知識と技術を身につけ、共通の認識のもと摂食訓練ができる。（2）摂食
機能維持・向上のために適正な訓練を継続していくことが看護師の重要
な役割である。

P1-43-4 食事会を実施して―食べる喜びを高めるため
の取り組み―

○
くらまつ み さ

藏松 美沙、小野澤 源、松坂 真未、長谷部 尚子、立川 美香、
副島 千枝、吉田 誠、稲澤 淳一、蛭田 仁美

NHO 千葉東病院 療育指導室

【はじめに】当院重症心身障害病棟では保育士による食事を通した療育活
動として、平成 20 年から週 1回重症心身障害病棟合同で食事会を実施し
てきた。【目的】従来の食事会の会場は窓がなく外の様子が分からない部
屋で行っていたため閉塞感があった。また食事会は通常のメニューで実
施しているため、食事内容によって四季を感じることは難しいのが現状
である。そこで、利用者が食事会を通して季節を感じ、食べる喜びをさら
に高めることができるよう、食事会の内容を改善したので報告する。【取
り組み】会場を屋外テラスまたは自然光の入る部屋へ変更した。室内での
実施時には季節に合わせた間接照明や装飾を使用して、利用者の好きな
音楽や季節の音楽を流し、視覚・聴覚から季節を感じられるよう演出し
た。また、利用者に食べる喜びを感じていただくための取り組みとして、
食事会で使用するコースターを利用者自身で制作したり、ランチョン
マットを数種類準備して保育士と一緒に選択したりと、食事の準備時か
ら利用者が楽しみながら参加できるよう工夫した。【まとめ】季節の装飾
や、音楽を流すことで季節感がうまれ、食事会の雰囲気が明るくなった。
利用者自身で選択できるものを用意したことで食事の準備にも意欲的に
参加する姿勢が見られた。また毎週の食事会を心待ちにする様子も見ら
れるようになった。会場を変更して、病棟職員の目が届きやすくなり、食
事会の様子を知ってもらうことができた。今後は看護師や栄養士など他
職種とも連携して、利用者の食べる喜びを高められるよう活動を継続し
ていきたい。
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P1-43-5 摂食指導の事例報告

○
い と う か な こ

伊藤 加奈子、矢内 直美
NHO いわき病院 療育指導室

【目的】全介助にて食事をしていた患者の自力摂取を目指す。【期間】平成
25 年 9 月～12 月【対象】Sさん、53 歳、女性。大島の分類は 2。病名は
脳性麻痺、精神発達遅滞＋てんかん。食事は座位にて行う。刻み食を全介
助で摂取していた。食に対する関心が高く、食事を手づかみで食べるなど
積極的な行動も見られた。いざりまたは四つ這いでの移動が可能であり、
配膳車が来ると移動し近寄ることができる。【症例提示】手づかみにより
食べ物を口に運ぶ行為を何度か見受けられたことから、自分で食事をす
ることができるのではないかと思い食事指導を実施した。【方法と結果】
食事の導入として、テーブルを正面に設置し、エプロンをつけ食事が始ま
ることを知らせる。介助者がスプーンで食べ物を口に運ぶ。捕食したら、
介助者は手を離す。口に入ったままのスプーンを患者が握って口から引
き出すという行為が確認できたので、その行為を何度か繰り返した後、食
器の中に食べ物をすくったスプーンを置く。患者は食べ物の入ったス
プーンを持って口に運んだ後、食べ物をすくって食べようとする姿が見
られたため、食器の形態を変え、食器を固定することでスプーンを上手く
使い、自力で食事を行えるようになった。【考察】手づかみで食べるとい
う行為に目を向け、自力摂取の可能性を感じ取り組むことで Sさんの
QOL向上につながった。また、本来持っていた能力も高かったのではな
いかと感じ、もっと早くから自力摂取に取り組むことで、食べることの喜
びをより感じながら食事をすることができたのではないかと思われる。

P1-43-6 重症心身障害児（者）における摂食機能療法の
普及推進 看護師の役割

○
な か い あ け み

中井 朱梅1、岡 道代1、山中 美和1、谷 麻美1、清水 早苗1、
米田 敏樹1、岡 祥子1、権野 さおり1、野口 雅弘1、棚橋 保1、
村田 博昭2

NHO 鈴鹿病院 看護課1、NHO 三重病院2

重症心身障害児（者）の摂食機能向上には看護師の関わりが欠かせない。
今回、言語聴覚士などと連携して摂食機能向上に至った患者を経験した
ので、摂食機能療法における看護師の役割について報告する。【対象】A
氏 40 歳男性・共同研究のタイプ 5、主訴、丸飲み。問題点は、咀嚼力がな
く回数が少ない、咀嚼の意識の希薄化。【方法】言語聴覚士による超音波
療法・筋刺激法。看護師による食前バンゲード法と食事の分割配膳、ス
ナック菓子で行う咀嚼訓練【結果】開始 2ヵ月から咀嚼機能に効果を認
め、最終評価では咀嚼力が改善し、頬・口唇の協調運動もスムーズになっ
た。また咀嚼訓練では、訓練 4か月で噛み切る動作が確認でき、嚥下まで
の時間も延長し、咀嚼回数も増加した。しかし主食と副食を分割して提供
したり、付き添って声かけたりしないと咀嚼を意識できずに丸飲みして
いた。また改善した両頬筋の攣縮緩和と頬・口唇の協調運動が十分に活
用されなかった。【考察】重症心身障害児（者）の摂食機能の発達は、中
枢神経系の障害、日常生活における不適切な環境、感覚・運動の経験不足
などの要因が関わっている。患者の習慣や姿勢、拒否の原因、拒否行動な
ど患者の状態を一番よく知る看護師が言語聴覚士など多職種で実施する
ことの有効性を確認した。【結語】看護師は、摂食機能療法の主な実施者
であり、摂食機能を全人的にとらえて活用する重要な役割を担う。

P1-43-7 当院の重症心身障害児者に対する摂食機能療
法の効果についての検討

○
あ さ い よ う こ

浅井 瑶子1、廣岡 瞳1、奥村 佳子1、小原 香耶2、谷内 初美3、
本谷 翼3、島田 祥子3、桐崎 弘樹3、池田 篤平4、脇坂 晃子5

NHO 医王病院 看護部 重症心身障害児者病棟1、
NHO 医王病院 栄養管理室2、NHO 医王病院 リハビリテーション科3、
NHO 医王病院 神経内科4、NHO 医王病院 小児科5

【目的】平成 21 年度 NHOネットワーク共同研究において「重症心身障害
児（者）における摂食機能療法の普及・推進のための研究」に参加し、摂
食機能療法に取り組んできた。継続研究として重症心身障害児者に対し、
指定の評価表と審査用紙を用いて摂食機能評価を実施し、当てはまる訓
練の実施とその後 2週間毎に評価を行い、訓練効果について明らかにす
る。また、訓練を実施していない例についても観察評価を行い、継時的な
変化を検討することを目的とする。【対象】入院中の重症心身障害児者で
本人または家族からの同意を得た 9名【方法】重症心身障害児者摂食機能
療法審査用紙に従がって摂食機能評価を実施し、訓練群には当てはまる
摂食機能訓練を実施し、非訓練群に対しては経過観察のみとし 2週間に
一回評価を行った。その後、症状の改善・目標達成の程度を 4段階に分け
て効果判定を行った。また、継時的な変化についても検討した。【結果】
効果判定では、訓練群で「効果あり」が 3名、「変わらない」が 2名、「悪
化」が 1名であった。非訓練群では「変わらない」が 2名、「効果なし・
悪化」が 1名であった。経時的な変化でみると、4名で訓練開始から 3ヵ
月以上経過してから症状に改善が見られた。【考察】訓練群では、6例中
5例が何等かの効果を認めた。そのうち 4例は訓練開始から 3ヵ月以上経
過してから症状に改善が見られたため、長期間、訓練に取り組むことの有
効性が確認された。また、非訓練群で「悪化」となった 1例では、加齢に
よる機能低下をみていると考えられる。【結論】摂食機能療法に長期間取
り組むことは有効と考えられた。

P1-44-1 平成25年度における岩手病院の重症心身障
害児（者）摂食機能療法への取り組み

○
きたむら たかのぶ

北村 貴信1、鈴木 徹郎2、佐藤 敦3、木村 優子4、佐藤 靜子4、
菅原 ひろ子4、佐藤 さつき4、千田 初恵3、中里 敏浩5、
菊地 美和子5、槙 友梨子5、飯島 悠平1、伊藤 加奈子1、
野口 裕1、山川 志野1、菅原 望美1、坪田 達也1、福原 美樹1、
輪島 志保1、佐藤 智彦1

NHO 岩手病院 リハビリテーション科1、NHO 岩手病院 小児科2、
NHO 岩手病院 歯科3、NHO 岩手病院 看護課4、NHO 岩手病院 栄養科5

【目的】NHO共同研究「重症児（者）に対する摂食機能療法普及推進」を
下に、平成 25 年度は 6例をA群（訓練実践群）とB群（非実践群）に分
け摂食機能の診断・評価を行った。【対象・方法】患者・家族の同意が得
られた摂食訓練が必要な症例に対して、診断・評価・指導は 2週に 1回
医師、歯科医師、言語聴覚士、理学・作業療法士が行い、訓練は病棟看護
師、保育士が行った。【結果】A群 症例 1タイプ 3：口唇閉鎖不全、舌
突出、吹き出す。指導内容：姿勢調整、捕食訓練、筋刺激訓練。結果：む
せ減少、嚥下直後の食物残留減少。症例 2タイプ 6：舌突出、逆嚥下、咀
嚼不全、顎のコントロール不全。指導内容：姿勢調整、食具の変更、頬訓
練、舌訓練、口唇訓練、咀嚼訓練。結果：口唇舌の機能向上。ほぼ自食で
きるまで向上。症例 3タイプ 3：口唇閉鎖不全、丸呑み、舌突出。指導内
容：舌訓練、頬訓練、口唇訓練、ガムラビング、顎介助。結果：口唇閉鎖
若干の向上。B群 症例 4タイプ 3：舌突出、吹き出す。症例 5タイプ 6：
舌突出、過緊張のためスムーズな開口困難。症例 6タイプ 3：口唇閉鎖不
全、舌突出。【考察】6ヶ月の取り組みの結果、実践群はそれぞれの嚥下障
害のタイプが異なるにも関わらず改善がみられた。主な改善点は咀嚼機
能向上、口唇閉鎖機能向上、嚥下時のむせ減少、嚥下直後の食物残留減少
であった。非実践群では 1例も明らかな改善を示す例はなかった。以上か
ら症状の別なく、訓練を行う事によって摂食状態の改善が期待できる事
が示唆された。【結語】今後の研究継続により、当院においても摂食機能
療法の更なる充実が期待される。
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P1-44-2 重症心身障がい（児）者における有意義な摂食
訓練の実施とその効果

○
と く だ な お こ

徳田 直子、佐藤 綾子、平塚 亜未、伊藤 充子
NHO 宮城病院 看護部 中央1階病棟

【はじめに】重症心身障がい（児）者の多くは、中枢神経の障害、日常生
活における不適切な環境、感覚・運動の経験不足等の要因により、摂食機
能が停滞している。患者の持っている力を維持しながら、個々の特徴を踏
まえた摂食訓練（以下：訓練）が不可欠である。今回、摂食時の環境を整
えたことにより有意義な訓練が実施できたので報告する。【実施】A病棟
は、多職種が患者に日々関わっており、訓練（口唇閉鎖訓練）においても
スタッフ間で統一した方法で実施するために、訓練方法を記載した用紙
を介助者が見ながら、訓練を実施した。訓練中の観察内容として 1）口唇
閉鎖状況 2）表情やしぐさ、2）についてはC氏の個別性に合わせた評価
基準を使用し観察を行った。また、C氏の食事環境は他患者と比べ、ス
タッフや患者との会話が少ない環境であると感じており、多職種と相談
し担当者を決め、会話があり刺激の多いと思われる病室を選択・訪室し、
訓練を実施した。【結果・評価】1）口唇閉鎖状況は、訓練前は上口唇が上
前歯の 3番辺りだったが、終盤には 1番まで動き、その半分まで下がるよ
うになった。歯科医師による摂食機能評価においても、機能の向上がみら
れたとの評価であった。2）について、指遊び・声を出して笑うこと等を
楽しい感情と考え、眉間にしわを寄せる・顔を背けること等を嫌悪感と
捉えた評価基準から、訓練中は両手の指遊びが約 80％、声を出して笑うこ
とが約 30％、嫌悪感を表す状況は約 6％程度見られた。この結果から、C
氏が楽しいと感じる環境で食事をすることが重要で、訓練にも有意義で
あったと考える。今後も患者のニーズをくみ取り、摂食機能の維持・向上
に努めていきたい。

P1-44-3 「食べる」ことがQOLの向上につながった一事
例

○
ひらまる ゆ き

平丸 由紀、斉藤 昭子、坂上 京子、渡邊 彰文
NHO 下志津病院 看護部

【はじめに】
重症心身障害児（者）は、思春期前後より加齢に伴い嚥下機能が低下し、
誤嚥による肺炎を起こしやすい。肺炎の反復により経管栄養が導入され、
経口摂取を中止するケースも多い。今回、経管栄養を行っていた患者の摂
食嚥下機能を再評価し、食事を再開したことよりQOLの向上につながっ
たので報告する。
【症例】
自転車事故で頸髄損傷となった 30 代の男性。自発呼吸はなく人工呼吸器
を装着。胃瘻からの経管栄養と経口摂取を併用していたが残してしまう
ことが多く、平成 20 年より経管栄養のみとなっていた。
【経過】
平成 24 年 1 月、好みのスナック菓子をむせなく食べていたこと、口唇の
動きもよいことから食事を開始した。同時に専門医より「咀嚼機能はある
が、摂食に適した姿勢が取れないため、食塊が不完全なまま咽頭に落ちや
すい。口唇閉鎖が弱い。」と診断を受けた。食事の姿勢は左側臥位、摂食
訓練として食前に口唇のマッサージ、食物を口唇で捕食させ、口唇閉鎖を
促した。摂食訓練の状況は、口唇閉鎖は完全ではないが好みの食物では口
唇を閉じることができた。
【結果】
食事を再開してから、患者自身様々な表情を示し、口を多く動かすように
なった。多くのスタッフと接する機会や家族の面会も増えた。表情の変化
から様々な療育を試みるようになり、活動の範囲も拡大した。
【考察】
「食べる」という行為を通し口唇を動かすようになった事で表情の変化に
よる本人の表現の幅が広がったと考えられる。本人が様々な反応を表情
で示すことができ、関わる側の療育の幅も広がっていったと考えられる。
【まとめ】
「食べる」という日常生活動作からコミュニケーションやQOLの向上に
繋がった。

P1-44-4 食塊形成困難な患者の誤嚥防止に向けた食事
介助～絶食から経口摂取再開を通して～

○
い で み ゆ き

井手 美由紀、伊達 香与子、南 洋子
NHO 兵庫中央病院 東2病棟（重症心身障害者病棟）

結核性髄膜炎後遺症の 45 歳男性で、摂食・嚥下障害があり食事中にむ
せ、口腔内に食物が残っている状態でも次の物を口に入れたり、口唇を
しっかり閉じず食物が口からこぼれる状況があった。問いかけにはうな
づく、首を振る、手を挙げる等の反応でコミュニケーションが可能であ
る。この患者が誤嚥性肺炎を起こし長期間の絶食となった。この患者に
とって食事を開始することは楽しみでもあったが誤嚥リスクも高く、長
年備わっている食塊形成困難な舌の動き、知的障害のため注意されたこ
とが持続しない食べ方等すぐに改善することは困難であると考えた。そ
こで、どこに注意していくことが重要か、言語聴覚療法士を交えてADL
拡大に合わせた誤嚥防止に向けて取り組んだ。食物を嚥下する過程には
認知期、準備期、口腔期、咽頭期、食道期の 5段階があり、この患者の場
合、準備期（口への取り込み、咀嚼食塊形成）咽頭期（嚥下反射により食
物を食道に送り込む）の過程が障害されていると考えられた。食事開始か
ら関わっていく中で 1週目の流れ込み防止、2．3週目の食塊形成を助ける
援助、4週目の自己摂取を促すケアと、段階に応じたケアと評価が必要で
あることが改めて分かった。むせを完全になくすことはできないが、むせ
を少なくし誤嚥リスクを軽減するためには、食事形態、姿勢、介助方法の
3つに着目して周囲の状況（環境）を整えていくことから誤嚥を防止する
方法を見つけていくことが出来ることも分かった。食事介助から自己摂
取に向けて、患者の段階に合わせ食事形態を変えていくなかで、食事形態
の変化から咀嚼という新たな動作がみられ、困難だと考えていた口腔期
での変化がみられたことも成果であった。

P1-44-5 成人期にある重症心身障害児（者）の食事の自
己摂取への関わり

○
まつもと あや

松本 絢、粟飯原 千春、南 洋子
NHO 兵庫中央病院 東2病棟（重症心身障害者病棟）

食事は人間の生理的欲求であり自分で食事を取ることは食事のおいしさ
や楽しみに繋がる。本患者は、脳性麻痺の 50 代女性で 5年前まで在宅で
生活していた。コップで水を飲むことが出来る。しかし、スプーンは握れ
るが食物をすくうことは出来ず、全介助で食事摂取している患者である。
普段は無表情で声を出すことは少ないが、食事の順番が後になる時など、
食事している他の患者に対し怒ったような表情や大きな声を出し、食に
対する欲求が強かった。そこで、食事の自己摂取を行うことで、手を動か
すという機能を維持し患者にとって、食事がより良いものになるのでは
ないかと考えた。しかし、成人期であり機能を習得できるのか、また、自
分で食事をすることで安全に食事が行えるかなどの問題もあり、重症心
身障害児の食事摂取におけるADL拡大への関わりについて作業療法士
を加え検討した。結果、訓練を行うことで、スプーンをペングリップで持
つ時間が増え、介助なしでスプーンを口に運ぶ回数も増えてきた。毎日統
一した介助を行い、動作を繰り返し行うことで、その動作を習得・習慣化
し、食事の自己摂取に近づき、自己摂取につながっていると考えられる。
成人期である重症心身障害者であっても、毎日繰り返し行うことと、統一
した介助を行うことで機能の習得が可能であり、そのためのスタッフ間
の詳細なカンファレンスが重要である。また、自分で食事摂取するには、
ただ単に上肢機能があるだけではなく、口腔機能の評価を行い、筋緊張を
ほぐし、食事に集中しやすい姿勢を考える必要があり、食事が見えるよう
にし、食事時間であると認知できるような環境づくりや声掛けが食事を
するうえで重要である。
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P1-44-6 食事形態比較表作成についての試み―重症心
身障害児（者）に提供する食事の形態分類につ
いて―

○
まきもと し お り

槇元 志織1、古川 ひとみ1、揚村 和英1、坂根 良和1、兼 任美1、
高山 伸之2、大年 典子3、根本 眞理子4、濱端 直樹5、
坪井 和美6、佐々木 千参7

NHO 広島西医療センター 栄養管理室1、NHO 松江医療センター2、
NHO 南岡山医療センター3、NHO 賀茂精神医療センター4、
NHO 鳥取医療センター5、NHO 山口宇部医療センター6、
NHO 柳井医療センター7

【はじめに】高齢化に伴い摂食嚥下機能が低下している患者が多く、重症
心身障害児（者）の栄養管理を行う上では、より安全な食事の提供が重要
である。各病院にて摂食嚥下機能に合わせた形態調整食が提供されてい
るが、「嚥下食ピラミッド」「ユニバーサルデザインフード」など複数の分
類基準があるため、食事形態が各病院で異なっている現状がある。そこで
今回、中国地区の 7施設で提供されている食事を、日本摂食嚥下リハビリ
テーション学会より示された「嚥下調整食学会分類 2013（以下、学会分
類）」と、国立病院機構重症心身障害児（者）食形態検討委員会における
「重症心身障害児（者）へ提供する食事形態 5段階（以下、重心食事形態
5段階）」に分類を行い、食事形態比較一覧表の作成を試みた。
【方法】各施設に 1）形態調整食の特徴および適応の記載、2）献立は魚・
鶏肉・煮物・和え物・酢の物・果物に統一し、食事の写真撮影を依頼し
た。3）学会分類と重心食事形態 5段階で分類した一覧表を持ち寄り、検
討を行った。その際、言語聴覚士からの意見を聞きながら分類を行った。
【結果】全施設で学会分類に対応する形態の食事を提供していた。また、
重心食事形態 5段階の分類では、該当する形態の食事がない施設もあっ
た。
【まとめ】各施設で患者の状況が異なるため、形態や名称を工夫して食事
を提供していることが分かった。また、言語聴覚士の意見を聞きながら一
覧表の作成を行ったが、栄養士と言語聴覚士で形態や名称のとらえ方が
違うことも分かったため、多職種で情報交換をする必要性を再認識した。
今後も施設間や職種間で情報交換を行い、患者の摂食嚥下機能に適した
食事の提供を目指す。

P1-44-7 重症心身障がい児（者）におけるムース食の取
組みについて

○
に し い かずのぶ

西井 和信、田中 勝久、大坂 陽子、山口 栄子、児玉 純代、
加藤 浩子

NHO あわら病院 栄養管理室

【目的】嚥下調整食分類 2013 コード 3、4 が適当と考える重症心身障がい
児（者）の食事に既製品のムース食品（嚥下調整食分類 2013 コード 3）
を取り入れたので、その後の栄養状態や喫食状態にどの様な変化があっ
たかを調査した。【方法】ムース食品を取り入れ実施した重症心身障がい
児（者）44 名を対象にした。評価は導入前の平成 25 年 8 月と導入して約
半年が経過した平成 26 年 5 月の喫食量、栄養状態（BMI、Alb）の比較と、
「食事介助の困難さ」、「ムセの回数」、「喫食時間」、「患者満足度」につい
ての変化を病棟スタッフ 39 名にアンケートを行い調査した。【結果】喫食
量は実施前後ともに約 10 割摂取。BMI は 14.8±2.3 から 15.4±3.5、Alb
は 3.8±0.4g�dl から 3.7±0.4g�dl の変化であり有意な差はなかった。アン
ケートの「食事介助の困難さ」、「患者満足度」では約 5割が『改善』、ム
セの回数では約 3割が『改善』、「喫食時間」では約 3割が『減少』と回答
した。ただ、『変化なし』との回答も多くあった。また、「食事介助の困難
さ」、「ムセの回数」や「喫食時間」で『増悪（増加）』がそれぞれ 1件、
「患者満足度」で『増悪』が 4件あった。【考察】ムース食品は栄養状態や
喫食量を変化させず、「固さ」「凝集性」「付着性」が嚥下に適している事で
食事介助を容易にさせムセの改善につながる評価となったと考える。ま
た、患者満足度では、ムース食品は食材の形を有している物があり、「食
材を理解できるのが良い」、との意見が多く患者満足度の向上につながっ
たと考える。しかし、各項目で『増悪』又は『増加』との回答もあり全て
の患者に対応する事は困難である事も明らかになった。

P1-45-1 学習療育を通して「食わず嫌い」を克服した患
者の一事例

○
なかじま こういちろう

仲島 康一郎、藤原 由佳、小笹 良栄
NHO 福井病院 療育指導室

【目的】本件では、食事中に「食わず嫌い」の激しかった患者A氏に対し
て、学習療育での取り組みを通して食わず嫌いの克服に至った一事例を
取り上げ、療育支援における患者アプローチについての取り組みを報告
する。【方法】学習療育の題材として「食」を取り上げ、以下のテーマを
基に学習を行った。（1）食事とは肉や魚、野菜などの「命」を頂くという
こと（2）すべての料理には必ず第三者の手が加わっているということA
氏は特に魚を嫌い、生臭さや皮の食べにくさを理由に初めから手を付け
ないことが多かったことから（1）のテーマを設け、食材を育てる農家の
存在や調理を行う料理人の存在にも目を向けさせる意味から（2）のテー
マを設けた。 学習メンバーはA氏を含めた 5名の小グループで行った。
学習後は食事中に魚を口にしてみるよう促しはしたが、あくまで摂取を
強要するのではなく、少しずつ克服対象の魚と向き合う時間を増やす形
でアプローチした。【結果】学習中のA氏はテーマ（1）（2）について強く
興味を示し「嫌いな物であっても頑張って食べないとお魚が可哀想だと
思う」と心境の変化を見せていた。学習後は少しずつ魚を口にするように
なり、日を重ねる毎に摂取量も増していった。最終的には全量摂取にも成
功し、また摂取できなかった日の魚に対しても「ごめんね」のジェス
チャーをする等、学習前と比べて大きな変化が見られた。【総括】本事例
を通して、患者の苦手克服や前向きな気持ちの変化に繋がるアプローチ
の方法に新たな発想を展開することができた。今後はビデオ学習等の映
像を通した内容を盛り込むことも課題とし、より充実した日常生活支援
に繋がるよう精進していきたい。

P1-45-2 重症心身障害児（者）におけるプール活動の取
り組み その2

○
こんどう ち ひ ろ

近藤 千尋、見田 香織、輿石 裕次、川上 邦子、須藤 美穂、
丹能 祐佳、田代 明子、鈴木 美加、荻沼 由実、藤原 奈々美、
渡邊 理絵

NHO 茨城東病院 小児科診療部 療育指導室

【はじめに】当院の重症心身障害児（者）病棟では、病棟の増改築工事に
伴い平成 25 年 4 月より 60 床 2 病棟となり、120 名の利用者が生活してい
る。第 65 回国立病院総合医学会で発表したとおり、平成 25 年度より新し
いプールでの活動が始まった。現在、プール活動を行っている病院が減少
し、常設のプールが少ないという中当院では新しいプールを設置した。屋
外プールから屋内プールになったことで環境や設備が十分に整い、活動
内容などに様々な変化が見られている。日々の療育活動だけではなく、夏
ならではの遊びとしてプール活動を行うことで、普段見られない表情や
身体の動きなど、利用者が楽しむ姿が見られているため報告する。【対象】
ドクターストップの利用者を除く 110 名程度。【方法】病棟ごとの活動計
画やプールの使用手順を作成し、療育指導室職員が共有することで、より
安全に活動できるようにしている。また医師や看護師等との連携を図り、
協力を得ることで計画的にプール活動を実施している。【まとめ】環境が
整ったことで実施回数や実施時間を増やすことができた。また同時期に
保育士が増員になり、着替えや準備などを含め活動が安全かつスムーズ
にできるようになった。新しいプールで活動していく中で、利用者が今ま
で以上に楽しむ姿や安心して遊ぶ姿が見られている。しかし、利用者の高
齢化や重症化に伴い今後どう対応していくか、また介助者側の姿勢に負
担が出てきているため、介助方法について検討する必要がある。そのため
療育指導室職員の中で意見交換をし、他職種の意見を積極的に取り入れ
ながら今後の活動が利用者にとってより楽しいものとなるようにしてい
きたい。
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P1-45-3 重症心身障害児（者）の乳幼児期・学齢期・成
人期を見通した支援を考えるパート1～保育
士の役割として～

○
かわむら や す よ

川村 康世、中村 まふみ、木下 皓介
NHO 和歌山病院 療育指導室

「はじめに」平成 21 年度から全面実施された幼稚園教育要領と保育所保
育指針と平成 23 年度から全面実施された小学校学習指導要領において、
幼少接続に関して相互に留意する旨が規定された。入院生活を送る重症
心身障害児（者）「以下重症児」の成長・発達とより良い社会的予後を実現
には、就学前から成人期まで一貫した支援を提供できる支援体制を整備
することが不可欠である。そのことを踏まえ、当院では、支援学校、看護
部門と連携を図り、実践に取り組んできた。今回はその中で見えてきた保
育士の役割について特に支援学校との連携に焦点をあて経過を報告す
る。「実施内容」1．幼児期の取り組み：就学前療育活動として、愛着関係
を育み、密なかかわりを通し成長発達を促す。就学前情報交換ミーティン
グを実施し、情報交換を行うことにより継続的な支援を行う。2．学齢期
の取り組み：代表者学部連絡会、就学児ケーススタディ、共催行事実施
ミーティング、合同活動の実施により情報を共有し学校休業時に活動支
援を行う。3．成人期の取り組み：支援学校卒業後対応ミーティングで情
報交換を行い、生涯教育の一環として、学校生活で学習し得た能力を卒業
後の生活に活かせるよう支援を行う。「まとめ」療養介護事業（18 歳以上）、
医療型障害児入所支援（18 歳未満）を併設した施設の保育士の役割とし
て、就学前はもとより生涯に亘り各専門領域間で連携を深め、関係分野の
協働を実現に向けて取り組んでいくことが不可欠である。さらに、一人一
人の個別支援計画書に基づき課題に即した遊びを創意工夫し、多様な活
動を経験することで、重症児の成長過程の源へとつなげていくことが重
要であると考える。

P1-45-4 重症心身障害児（者）の乳幼児期・学齢期・成
人期を見通した支援を考えるパート2～超重
症児の就学前の取り組み～

○
きのした こうすけ

木下 皓介、川村 康世、中村 まふみ
NHO 和歌山病院 療育指導室

【はじめに】幼稚園教育要綱、保育所保育指針や小学校学習指導要領にお
いて、幼少接続に関して相互に留意する旨が規定されている。重症心身障
害児（者）においても、幼児期・児童期の教育は、専門領域の役割を果た
す幼児教育と学校教育の連続性と一貫性を組織的に取り組むことが、成
長発達を促すには不可欠である。当院ではこのことを踏まえ、平成 24
年度より 6名の超重症児に対し、対人関係や環境変化への適応性を求め
就学前療育活動を展開してきた。今回就学に繋げた中の 1事例を報告す
る。【目的】○かかわりを通し愛着関係を育む。○小集団活動を通して他
者意識を育てる。○様々な活動を経験することで環境変化に慣れ、自発的
な反応を引き出す。【対象】Y・Y 5 歳 溺水後重症低酸素虚血性脳症
大島分類 1 超重症児スコア 42 点【方法】○看護部門と連携し、健康面に
関する情報提供・活動前の健康チェック・呼吸管理等を依頼する。○
ベッドサイド対応では、対人関係拡大のため活動担当者を輪番制とする。
○小集団活動参加に向け看護部門と調整をする。○小集団活動に参加し、
行事支援や活動内容の拡大を図る。【結果・考察】就学前療育活動を実施
した結果、遠城寺式発達検査において対人関係が 6ヶ月→8ヶ月、言語理
解が 3ヶ月→5ヶ月と、取り組み前に比べ発達の伸びがみられた。就学前
情報交換ミーティングを看護部門・支援学校を交えて行うことにより、
就学後も継続した支援が維持できるよう努めている。今後も家族の意向
を受けとめ、専門領域間の情報共有を密に行い、医療、教育、福祉の連携
と協働により重症児の成長、発達の支援拡大のための体制を整えること
が急務と考える。

P1-45-5 月間スヌーズレンルーム公開療育活動を実施
して

○
やまもと ま み

山本 真美1,2、菅野 恵美子2、伊藤 加奈子1、矢内 直美1、
大場 理恵1

NHO いわき病院 療育指導室1、NHO 宮城病院2

【はじめに】当院では、スヌーズレン週間を設定し療育訓練棟をスヌーズ
レンルームとして活動を行ってきた。しかし、日常業務や行事、他療育活
動も行っているため、年間一人当たり 1回の参加が限度であった。そこ
で、行事がなく療育訓練棟を使用しない 8月にスヌーズレンルームを常
設し、いつでも利用できるようにした。また、スヌーズレンの理解を深め
るためにご家族や病院全職員へ参加の働きかけを行った。【目的】・重症
児者の活動を増やし充実した療育活動を提供する。・一般患者さんやご
家族、職員にスヌーズレン活動の体験を通して理解を図る。【期間】平成
25 年 8 月 1 日（木）～平成 25 年 8 月 31 日（土）10 : 00～17 : 00【対象】
入院患者さんとご家族・職員（重症児者 80、一般患者さん 54 名、職員 159
名）平成 25 年 8 月 1 日現在【方法】パンフレットを作成し参加の呼びか
けを行い、スヌーズレン用品には効果を説明する看板を掲示し意義を伝
えた。参加者にアンケートを実施した。【結果】述べ 395 名の利用があり、
約 2割の方は土日を利用してスヌーズレン体験を行った。重症児者病棟
の患者さんは他の療育活動を減らすことなく、例年の 3倍近く参加して
いただくことができた。アンケートでは 97％の方が理解を示し、リラッ
クスできたという意見がとても多く聞かれた。また、とても興味を示す方
もいて簡易的な物で家でも実施してみたいとの意見もあり、理解を図る
ことができたと考えらえる。【まとめ】幹部から秋祭りにスヌーズレン
コーナーの設置の提案を受け実施することで、より多く広めることがで
きた。今後もアンケートの意見を参考にしながら患者さんが安心し、リ
ラックスできる空間を提供していきたい。

P1-45-6 親の高齢化に伴う問題点と課題～外出行事か
ら見えてきたこと～

○
す ず き あ き こ

鈴木 晶子1、愛田 弘美1、篠原 麻綾1、林 沙織1、番 里絵1、
中村 直美1、龍田 尚美1、澤野 かおる2、矢野 充3、金子 英雄4

NHO 長良医療センター 療育指導室1、NHO 長良医療センター 看護部2、
NHO 長良医療センター 第二神経小児科3、
NHO 長良医療センター 臨床研究部4

【はじめに】入所している患者の高齢化は同時に親の高齢化も伴う。高齢
化による問題はこれまでにも指摘されていたが、外出行事で付添してい
た患者の母親が介助中に転倒し、負傷されるインシデントから、外出行事
を見直すワーキンググループ（以下、WGと略す）が発足となった。今回、
外出行事において高齢化が心配される家族付添いについて対応したので
報告する。【方法】・対象：長良医療センター 障害者病棟A病棟 重症
心身障害児者とその家族・内容：重症心身障害ネットワーク（SMID）
データとの比較から高齢化の実態調査、行事の現状報告、WGでの対応検
討、平成 26 年度の行事の立案・実施・評価【結果・考察】全国調査
（SMID）に比べて当院の患者は 45～54 歳の年代が全体の 3割を占めてお
り、患者の両親の年齢は 75～80 歳が最も多く高齢化が進んでいた。高齢
化を想定した外出行事のマニュアルはなく、経験則によって職員が危険
を回避するための事前の準備やその場で機転を利かせ対応していた。こ
れらの点を踏まえ、高齢化で付添が心配される家族背景を分析し、班編成
の均等化や対応できる目的地の選定を行う。認知症や病気等で歩行が危
ない家族にはボランティアの付添いをお願いするなど、それぞれの問題
に合わせて個別に対応する。また、高齢のため行事参加が心配される親へ
は充分に理由を説明し、付添を控えてもらう。行事の際はこまめな声掛
け、余裕を持った日程や休憩を入れる。坂などは職員が代わりに車椅子を
押すなど配慮した計画を立てる必要があると考えられた。今回の取り組
みで得られたことを生かし、安全な外出を実施していきたい。
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P1-45-7 医療的制約が多く、反応の捉えにくい未就学児
への療育活動を実施して 第2報

○
なかむら な お み

中村 直美1、龍田 尚美1、戸田 麻綾1、鈴木 晶子1、愛田 弘美1、
山田 早苗2、澤野 かおる2、矢野 充3、金子 英雄4

NHO 長良医療センター 医療福祉部療育指導室1、
NHO 長良医療センター 看護部2、NHO 長良医療センター 神経小児科3、
NHO 長良医療センター 臨床研究部4

【はじめに】前回、医療的制約が多い反応の乏しい超重症児に対しての療
育活動の結果、反応が身体の一部から抹消にかけて広がりみせていくこ
とを報告した。今回、特定の働きかけに対しての反応かどうか、条件を設
定して実施し、その因果関係がみられたので報告する。【対象】6歳 男児。
1歳 3ヵ月まで定型発達。被虐待児症候群、低酸素脳症、気管切開、人工
呼吸器使用。超重症児スコア 42 点。【観察期間】平成 25 年 11 月から平成
26 年 3 月【活動方法】継続している音楽療育活動に歌を加え、その部分の
1カ所で手を動かす様に声かけをした。活動開始、終了の挨拶時も同様に
声をかけ、手を動かすことが出来たら大いに誉める事を繰り返し行った。
チェック表を作成し、声かけに対して手の動きがみられた時を記録した。
【結果】開始時の挨拶（呼名）の反応は 62.5％から 72.2％、終了時の挨拶
では 62.5％から 77.7％、歌は 57.5％から 91.6％といずれも増加した。反
応は活動回数に比例して上昇する傾向がみられた。また、呼名のない時
は、殆ど動きは見られなかった。日常生活場面では、看護師から＜殆ど反
応がみられないと思っていたが、最近は声かけにすぐに手を動かす仕草
がみられるようになった＞との意見も聞かれた。【考察】働きかけに対す
る児の反応を大いに賞賛し、それを繰り返したことで児の中で因果関係
が成立し、コミュニケーション形成の第一歩となったと考えられた。さら
に療育活動が他職種にも理解され、児への声かけが多くなったことも一
因であると思われた。今後は、児が理解しやすいような働きかけを心が
け、反応を増やし、日常生活に生かしていけるよう観察していきたい。

P1-46-1 重症心身障害児病棟における日中活動支援の
見直し～提供する療育の均てん化をめざし
て～

○
た つ た な お み

龍田 尚美1、中村 直美1、戸田 麻綾1、鈴木 晶子1、愛田 弘美1、
山田 早苗2、澤野 かおる2、矢野 充3、金子 英雄4

NHO 長良医療センター 医療福祉部療育指導室1、
NHO 長良医療センター 看護部2、NHO 長良医療センター 神経小児科3、
NHO 長良医療センター 臨床研究部4

はじめに日中活動としての療育サービスがもれなく各患者に提供される
には実施記録の内容分析が必要である。今回、これまで病棟で行ってきた
療育内容の量と質を分析することで患者への療育提供の均てん化を試み
たので報告する。方法・期間：平成 24 年 6 月～平成 26 年 6 月・対象：
A棟 2階病棟入院中の重症心身障害児・者 59 名・内容：提供された
療育の実施回数、内容等のデータ調査。目標は実施回数 10 回�月と設定
し、達成できない場合は対応方法を検討した。結果と考察活動は集団で行
うのがメインであり、内容は音楽療育が多かった。各患者の実施回数の集
計では、病棟移転が平成 24 年 6 月にあり、準備や安全確保から殆ど日中
活動を行う事が出来ず、療育実施は患者一人当たり月平均 0.9％で目標達
成者はいなかった。平成 24 年 12 月には目標達成者は全体の 60％と増加
したが、患者によって実施回数の多少がみられた。理由としては、＜呼吸
器装着患者＞＜感染者＞＜酸素ホワードの値が下がりやすい者＞は病室
から出る機会が少ない。対応として、参加しにくい患者に対しては、ベッ
ドサイドでのリフレクソロジーを中心に行い、看護師とも連携をとり散
歩の機会を増やし、日中活動を平均的に提供できるように改善した。集団
活動での回数増加では、スムースにプレイルームへの移動できるよう療
養介助員等他職種との連携強化、データを共有化することで目標回数に
達していないことを明確にし、参加できていない患者を事前に把握し参
加を促したことが、より均てん化しやすくなったと考えられた。今回の取
り組みから、数値化と情報の共有の重要性を認識できた。

P1-46-2 重症心身障害者へのムーブメント療法の取り
組み

○
い と う い く こ

伊藤 育子、須田 美智男、真保 純子、小野 美千代、
宮下 礼子、武松 里佳、小清水 あゆみ

NHO 神奈川病院 療育指導室

【はじめに】障害が重くとも、楽しい遊びの要素をもった身体活動で支援
すれば、発達が助長できると考えるムーブメント教育・療法に着目し、当
院の療育活動にも取り入れることとした。入院中の 90 名の重症心身障害
児・者を対象に感覚スキル「姿勢」「移動」「操作」「コミュニケーション」領
域を全体発達との関係でアセスメントできるMEPA＝2を使用し、個々
の発達を評価しグループ分けを行った。90 名中 28 名と最も人数の多かっ
た、MEPA＝2の Bパターングループの活動結果をここに報告する。【目
的】1）楽しみながら身体活動を行い、 個々の発達と機能の維持を目指す。
2）QOLの向上を目指す。【方法】＊実施日：毎週水曜日（10 : 30～11 : 30）
＊活動内容、月計画作成（3ケ月毎に評価）＊個別チェックリスト作成＊
チェックリストの月結果をグラフにする（月平均値を数値化）＊ケースカ
ンファレンスにて他職種に結果報告【結果・考察】MEPA＝2での大きな
変化は見られなかったが、エアートランポリン、ボールプール、車椅子加
速度に上下肢を挙げて喜び、笑顔も多く見られた。また、筋緊張の強い対
象者は緊張が緩み、リラックスすることができた。また、パラシュートや
風船などに触れたくて手を伸ばしたり、嬉しくて手を叩いたりと自らの
意思による能動的な動きも見られた。これらのことから、動くことそのも
のが楽しさや喜びに繋がったと言える。【結語】今後も、更に活動内容を
工夫して、ムーブメント教育・療法を発展させ、医療スタッフとの連携を
充実させながら更にQOL向上に向けた活動の提供をしていきたい。

P1-46-3 重症心身障害者に対するコラージュの技法を
用いた日中活動の実践

○
すのうち る み こ

須内 留美子1、吉岡 恭一1、松田 俊二2

NHO 愛媛医療センター 療育指導室1、NHO 愛媛医療センター 小児科2

【はじめに】重症心身障害児（者）の中には、中度の知的障害ながら言語
によるコミュニケーションが困難なケースがある。このような患者に対
し、コラージュの技法を用いた日中活動を行った。事例を通して、作品の
変化と行動の変容、保育士との関係性について考察する。【目的】重症心
身障害児（者）に対するコラージュの技法を用いた日中活動の有効性と適
用について検討する。【対象及び方法】（1）Aさん、55 歳（開始当時）、女
性。大島分類 9。脳性麻痺。意見や思いを主張することが少なく、拒食や
ふさぎ込むことが多い。（2）Bさん、46 歳（現在）、男性。大島分類 4。
脳性麻痺。話しかけに俯いたり顔を背けたりしてコミュニケーションを
とることが難しく、他患者とも孤立した生活。それぞれのケースについ
て、コラージュの技法を用いた日中活動を通し、自身の障害や病棟生活、
家族との関係性等についての様々な感情表出を促し、情緒の安定を図る。
【経過及び結果】Aさんは、平成 20 年 7 月から平成 23 年 3 月まで、週 1
回、45 分間、25 回の活動を行った。表現される作品に対し保育士が共感
とともに関わる過程を通し、自身の抱える心理的問題が表現され、日常生
活においての意欲の向上と行動の変容が見られるようになった。Bさん
は、平成 26 年 4 月に活動を開始し、現在も継続中である。月 2回、45
分間実施。コラージュを通して会話することの楽しさを感じ、表現手段の
一つとして馴染んできている。【考察】自由な表現活動を重ねることで、
苦悩を整理し前向きな姿勢で日常生活が送れるようになる。コラージュ
活動は、知的能力が比較的保たれ、心理的な問題を言語化することが困難
な患者に有効であると考える。
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P1-46-4 “遊び”が重症心身障害児（者）にもたらした効
果―生活リズムを整え楽しみをもたらす取り
組み―

○
さ と う ち ぐ さ

佐藤 千草、斉藤 洋子、佐藤 環、後藤 麻里乃、柳坂 陽子
NHO 八雲病院 看護課

【はじめに】重症心身障害児（者）の多くの患者は意思表示や自己選択す
ることができず、日常生活の殆どを看護者の援助を必要としている。平均
在院年数 20 年と長期療養生活をしており、病棟は生涯暮らす場所なって
いる。限られた生活空間の中で、障害を持ちながらもどう穏やかに人生を
過ごしてもらうかを考えた援助が大切となってくる。そこで、患者の身体
的特徴、理解度に合わせた患者への生活への刺激の位置付けである“遊
び”を計画、実施した取り組みを報告する。【目的】“遊び”という関わり
を通し、楽しみを作ることで重症心身障害児（者）にどのような効果をも
たらしたのか明らかにする。【対象】離床可能患者 34 名【方法】週 3回午
後に運動遊び、感覚遊び、季節感のある遊びを実施。患者の行動・言動・
表情を観察しどのような意味を持つのか変化の内容を分析。【結果】動け
る患者や理解力のある患者は少しの介助で“遊び”に自ら取り組む姿が見
られ、笑顔や発声、「面白いね」など言葉が聞かれた。終日閉眼し反応に
乏しい患者では、微笑む、時折開眼する、眉間に皺を寄せるといった反応
が見られた。【考察】終日閉眼し反応に乏しい患者において、微笑む、眉
間に皺を寄せるといった反応は網様体機能に働きかけた結果と考える。
計画的に“遊び”を実施することで喜びや楽しみを感じる機会を提供する
と共に、覚醒と睡眠のリズムを整える機会にもなると考える。そして、障
害を抱える患者の持てる力を維持し、よりよく生きていけるような生活
の在り方を考え援助に結び付けていく必要があり、課題でもある。

P1-46-5 「ユマニチュード」の視点を取り入れた療育実
践～優しさを伝える技術を療育に～

○
ふじもり ゆたか

藤森 豊、河合 絹代、長谷 優子、川口 昌代、下里 花央、
笠松 陽子、石代 美侑、大石 美咲、清水 京子、伊熊 正光

NHO 天竜病院 療育指導科

【はじめに】「ユマニチュード」は、認知症の方のためのケアメソッドであ
る（フランスで考案）。人格の尊重を柱に、『見つめる』『話しかける』『触れ
る』『立つ』の 4視点から主にアプローチする。国内では国立病院機構東京
医療センターの医師や看護師らが精力的に実践と啓蒙に努めている。当
院療育指導科では、昨年度末から、重症心身障害児（者）を対象として、
「ユマニチュード」の視点を取り入れた療育実践を試みている。今回はそ
の経過および意義や課題等について報告する。【これまでの取り組み】取
り組み開始期の平成 26 年 2 月時点では、療育指導科内で「ユマニチュー
ド」の名称等を知っていた者は 10 名中 2名であった。3月より、月 1回程
度、学習会を開催。4月に重症心身障害児（者）の障害特性や療育実践内
容等を考慮した「ユマニチュード」チェック表を作成、実践場面で定期的
に評価。この間のチェック結果では、『見つめる』では「目線を相手と同
じ高さ、または少し低い位置から接する」事はほぼできていた。しかし
「相手の視野の最も見やすい位置から接する」事はあまりできていなかっ
た。活動内容にもよるが、全体的に『見つめる』『話しかける』に比べ、
『触れる』係わりが少なかった。発表では、実践経過等を詳細に明示する。
加えて、療育指導科スタッフの意識変化にも触れながら、「ユマニチュー
ド」の視点を取り入れた療育実践の意義や課題等について述べる。

P1-46-6 重症心身障害者病棟の看護師の療育における
行動に着目した取り組み―充実した療育支援
に向けて―

○
あ り ま ち ほ

有馬 千穂、坂本 悟子、平山 恵子、下島 佳織、安島 美保子、
立山 真希、久永 真由美、下 真美、福元 由美、古賀 聖子

NHO 南九州病院 看護課

【目的】
療育の充実に向けた取り組みによる看護師の行動の実態を明らかにする。
【方法】
対象：重症心身障害者病棟に勤務する看護師 24 名
期間：平成 25 年 9月～11 月
研究方法・分析：
1．実施方法
1）療育時間と担当部屋を決める。リーダーは担当者の業務調整を行う。
2）療育実施表に担当者の参加姿勢の項目を作成。参加観察法で記入。
3）療育実施表に 7つの健康問題に関する観察項目を作成。
2．分析
1）担当者の参加姿勢と観察項目を単純集計。
2）1）と療育検討会の意見から分析。
【結果】
療育時間と担当を決めたことで、担当者の自覚につながり自主的に参加でき
た。しかし、業務の煩雑さやカンファレンス等で参加できない日もあった。
また、療育実施表により担当者が統一した視点で観察でき、実施 2か月後に
は患者の発達や関わりでの変化が記録されていた。療育検討会では関わりの
反応に対する喜びや、専門性を発揮する重要性を意識した発言が聞かれた。
【考察】
療育実施表や療育検討会を通して看護の視点で療育を振り返り、患者の変化
を共有し理解したことで療育の提供を看護師の役割と自覚し、自主的に療育
に参加する行動につながったと考える。今後も療育を継続できるよう、療育
を提供する気持ちを持ち続け他職種と連携をとり取り組んでいきたい。
【結論】
1．療育時間と担当者を決めたことで自主的な参加ができた。
2．療育実施表により観察の視点が統一され、患者の変化に気づけるように
なった。
3．看護師は療育について、協働や専門性を発揮する必要性を認識しているこ
とがわかった。
4．患者理解が深まることで、療育の意識づけとなり継続につながった。

P1-46-7 重症心身障害児（者）の食事時間に音楽を取り
入れた効果についての報告

○
やまもと り え

山本 梨絵、坂井 久恵、千田 亜矢子、林 明子、芝山 和則、
高畑 卓子、細川 明美、井駒 美智子、高橋 久恵

NHO 七尾病院 看護課

【目的】重症心身障害児（者）は、運動能力の制限や知的障害を併せ持っ
ている。食事場面においても、手が止まる・遊び始める等の自己摂取動
作・集中力の低下がみられる。そこで、食事時間に音楽を取り入れたこと
で、食事意欲や自己摂取量に変化が見られたので報告する。
【方法】音楽は療育活動で使用しているモーツァルトの曲を使用。自己摂
取可能な重症心身障害児（者）6名を対象に、音楽非介入期、音楽介入期
において、自己摂取量（主食 10 割、副菜 10 割の合計摂取量）および、食
事前、食事開始時、食事 10 分後、食事 20 分後に、表情・発声・身体の動
きを 28 日間調査し、中央値の比較とウィルコクソン符合順位検定を行っ
た。
【結果】自己摂取量の中央値において、音楽非介入期は 12.9 割、音楽介入
期は 16.2 割と有意差がみられた。表情・発声に関しては、中央値に変化は
なかったがウィルコクソン符号順位検定では有意な傾向がみられた。身
体の動きについて有意差はみられなかった。
【考察】表情・発声の結果から、食事時間に音楽を取り入れたことで、食
事意欲が増し食事に集中して自己摂取量が増えた。音楽は活動の始まり
や終わりを意識させる合図と言われており、重症心身障害児（者）にとっ
て、音楽の使用が食事時間の意識づけや摂取動作のめりはりをつけるこ
とに効果的と考える。音楽による聴覚的な刺激は、発達を促す働きかけと
して、また精神的なリラックスを促すことに有効であると考える。
【結論】自己摂取可能な重症心身障害児（者）の食事時間に音楽を取り入
れたことは、食事意欲や自己摂取の向上に効果があった。
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P1-47-1 ベビーマッサージを通して愛着形成と反応の
表出を試みて（第3報）～ポジショニングを活
動に取り入れて～

○
せ ん だ ち づ

千田 千津、中村 美代子、林 沙織、愛田 弘美、坪内 睦子、
村田 百合子、内田 靖

NHO 長良医療センター 療育

【はじめに】生命維持に必要な医療的ケアが一日の大半を占めている未就
学の超重症児は、成長に欠かすことのできない愛着関係の形成が難しい。
演者らはベッド離床可能な児への愛着行動が形成できた経験をもとに、
離床の難しい児へのベビーマッサージによる愛着形成を試み、僅かな反
応の確認を報告した。今回、車いすやリラックスチェアを用いたポジショ
ニングを併用することでの愛着形成と反応の表出の変化を報告する。【方
法】対象：4歳女児 診断名：CPA後脳症、低酸素脳症、てんかん。超重
症児スコア 34 点、レスピレーター管理、気管切開。酸素脳症。内容：週
3回 30 分～40 分間 ベビーマッサージを行う（内 1回は看護師による
アンビューバック使用での車いす乗車、又はリラックスチェアを使用）評
価：行動観察と評価表スコアを使用し評価【経過】車いす・リラックス
チェアへの乗車は、看護部の協力が得られ、週 1回以上の乗車が定着し、
療育時間の確保ができた。座位を取れたことでの明白な反応が捉えられ
えることは少ないが、ベッド離床ができなかった時にはマッサージする
ことが困難だった部位へのマッサージや関わりを持てるようになった。
【表情】【目の動き】【体の動き】の 3点から児の反応を観察し、ベビーマッ
サージを継続している。【考察】ベッド離床が困難な時と比べ、明らかな
反応は捉えられていないが、ポジショニングを意識して観察点を定め継
続して行い、より確かな反応の表出能力と、愛着関係の形成を目指した
い。

P1-47-2 動く重症心身障害児（者）看護に対する困難の
程度及び内容に関する研究

○
さかぐち さ と み

坂口 里美1,2、藤野 裕子2、藤本 裕二3

NHO 肥前精神医療センター 南41、
長崎県立大学 シーボルト校看護栄養学部 看護学科2、
佐賀大学 医学部 看護学科3

方法：重症心身障害児（者）の看護の困難内容に関する 78 項目を独自に
作成し「全く困難でない」～「非常に困難である」の 5件法リッカートス
ケールを用いた。分析方法：基本的属性及び看護の困難度について記述
統計を行った。重症心身障害児（者）特有の看護の困難内容について探索
的因子分析を行い、構造と内容を検討した。結果：看護の困難度の平均点
（SD）は、67.7（22.6）点、最小値 10 点～最大値 100 点であった。50 点以
上の高群が 30 人（85.7％）、低群が 5人（14.3％）であった。考察：重症
心身障害児（者）看護における困難内容は【1．患者の心身の反応を知り、
対応する困難】を始めとした 7つの種類（因子）に整理され、多様性があ
ることが明らかになった。うち【1．患者の心身の反応を知り対応する困
難】【4．患者の社会生活を把握し支援する困難】【5．患者の発達年齢に応じ
食事を支援する困難】【6．患者の意志やペースを尊重し関わる困難】【7．成
長発達促進に関する支援の困難】の 5因子は患者の反応や発達に関する
理解の困難から、その特性に応じた支援の困難さを意味していた。7つの
下位因子の項目平均点を見ると、【3．患者周囲の物理的環境の整備及びマ
ンパワーと協働する困難】1因子のみが「3点」以下の得点でかつ最も低
い得点であり、患者に直接関係する内容を意味する他の因子全てが 3点
以上であることは特徴的であった。重症心身障害児（者）看護に対する困
難度の認識や看護の困難尺度には性、年齢等の基本的背景とは関連が見
られなかったことから看護師の意志・価値観などの個人の内的特性が影
響している事が示唆された。

P1-47-3 重症心身障害児・者病棟における気道軟性内
視鏡検査の実態調査

○
た け ち と も き

武市 知己、浦木 諒、井上 和男、大石 尚文
NHO 高知病院 小児科

【目的】重症心身障害児（者）は重症化が進み、当院でも施設入所者の約
20％が気管切開（以下、気切）管理を受けている。そしてその気切管理に
は気道軟性内視鏡（以下、FB）の有用性が以前から報告されており、「重
症心身障害児（者）気管支喘息診療ガイドライン 2012」では胸部 CTの次
の位置付けとして推奨されるまでになった。しかしFBは小児科領域で
超音波検査のような日常的手技ではなく、小児科医が主たる主治医であ
る重症心身障害児（者）医療で十分に活用されているかどうかは疑問であ
る。そこで我々は、NHOの重症心身障害児（者）施設におけるFB施行
状況の実態を調査し、今後の重症心身障害児（者）に対するFBの方向性
について考察した。
【方法】NHO重症心身障害ネットワーク研究に参加する病院に対してFB
の活用状況（担当科、検査頻度、有用性、問題点など）に関する質問紙を
メールで送付し、回収した。
【結果及び考察】回答施設のほとんどが気切管理中に肉芽や気管軟化症な
どの合併症を経験しFBの需要は高いと考えられた。過半数の施設で小
児科医がFBを施行しているが、十分な研修を経ず不安を抱えている回
答は多く、未導入の施設と合わせて技術研修への要望が高かった。その一
方で、そのリスクを懸念して自科導入に慎重な姿勢をみせる回答もあっ
た。安全性に対する配慮が必要な検査であり、今後はガイドライン作成を
見据えた検討が必要と考えられた。
なお、本報告に当たり、ご指導を頂いた長良医療センター・金子英雄先
生、南京都病院・徳永修先生、宮野前健先生、南岡山医療センター・井上
美智子先生、柳井医療センター・大森啓充先生、長崎病院・津留陽先生に
深謝いたします。

P1-47-4 重症心身障害者の便秘対策の検討～3種類の
腹部マッサージを試みて～

○
お か だ と み こ

岡田 登美子、大久保 英子、山口 美佐子、松本 明子、
竹部 邦子

NHO 帯広病院 4病棟

はじめに重症心身障害児（者）は慢性的な便秘を呈することが多い。A
病棟では便秘改善のため、下剤調節、水分摂取量増加を行っているが、浣
腸や摘便をしての排便が多い。また活動量の少ない児者が多い。他動的に
蠕動運動を行うことで、自然排便を促し下剤調節にも繋がると考えた。1
研究目的 3種類の腹部マッサージを実施し、便秘症状を緩和する。2研究
方法（1）研究期間：平成 25 年 6 月～9月（2）研究対象：家族に同意を得
た 28 名 活動あり（以下A群）9名、活動なし（以下B群）19 名（3）研
究方法：質的記述的研究（4）データ収集方法 1）記録から情報収集 2）排
泄用紙から便回数、浣腸、腸蠕動音亢進回数の把握（5）データ分析方法
腹部マッサージ開始前後の浣腸回数、ピコス滴数、腸蠕動音亢進割合を単
純比較した。3結果 A群の浣腸回数は、下腹部刺激がマッサージ前より
48％減少、のの字 43.7％減少、B群は揺らし 28.2％減少。ピコス平均滴
数、A群のの字 10.6％減少、揺らし 13％減少、B群下腹部刺激 25％減少、
揺らし 26.5％減少。腸蠕動音A群、B群とも約 30～45％亢進した。4
考察A群は浣腸回数が減少した。 マッサージで腸蠕動運動を促した後、
トイレまで移動、腹圧をかけたことで排便が促されたと考える。B群はピ
コス滴数の減少、腸蠕動音 3～4割亢進したが、浣腸回数に変化はなかっ
た。活動がない児者に腹部マッサージで腸を動かすことが重要である。腹
部マッサージと共に、運動量増加、個々に合わせた看護計画を立案し、便
秘対策を継続して実施することが大切である。5結論（1）A群は、のの
字＜下腹部刺激＜ゆらし、B群はゆらし＜下腹部刺激＜のの字の順で便
秘改善した。（2）A群は B群より腹部マッサージの効果があった。



第 68回国立病院総合医学会 629

P1-47-5 重症心身障がい児の気管カニューレ固定方法
改善しての一考察

○
つ ち や な お き

土屋 直樹、今野 静香、藤本 文子、松本 裕子
NHO 下志津病院 10病棟

重症心身障がい病棟は呼吸器装着患者 15％、気管切開患者 24％、超・準
超重症児 41％を占める。今回、気管切開をしている患児の気切孔部の粘
膜刺激の減少と皮膚の状態改善を目的に、気管カニューレ固定の改善を
実施し成果を得たので報告する。【方法】気管カニューレ固定をテープ固
定とネックベルト固定を実施し、データを収集し評価。【症例】胎児期低
酸素性脳症後遺症の 10 歳、男児、気管カニューレによる呼吸器装着中。
変形で頸部伸展あり、気孔部が大きく、気管カニューレ先端が気道壁に当
たる傾向がある。改善前の気管カニューレ固定はネックベルトと併用し
てひもによるたすき掛け固定。自発呼吸なく、意識レベルは JCSII�20。
【結果】ネックベルト固定は体位交換時や痙攣時に気管カニューレが動き
やすく、気切孔部に負担がかかっていた。気管カニューレのテープ固定で
は後頚部と気切孔周囲の発赤が軽減し、気切孔が小さくなり痰の吹き出
しが気切孔部のみに限定された。【考察】重症心身障がい児は変形や拘縮
がある。患児は頸部の伸展があり、気管カニューレと頸部をテープで密着
固定する事、体位交換や痙攣時、気管カニューレの動きが少なくなった事
により、気切孔の縮小と気管カニューレの先端の動き、気道の乾燥、細菌
やウイルスの侵入等が減少する事に繋がったと考える。【まとめ】患児に
適した気管カニューレ固定の検討が気切孔部の粘膜刺激の改善、気切孔
部の大きさや皮膚状態の改善、感染リスクの改善に繋がった。

P1-47-6 30数年間繰り返されてきた問題行動改善に
向けての取り組み～弄便行為等の問題行動の
変容～

○
いけしま まもる

池島 守、橋本 有加、花田 瞳
NHO 七尾病院 療育指導室

【はじめに】重症児者病棟に入所以来、30 数年間毎日のように、弄便、衣
類汚染と脱衣、離棟、盗食などを繰り返してきた患者に対して約 3年間全
スタッフで取り組み、行動の変容が見られたので報告する。【対象者】47
歳、男性、CP、大島分類 6、四つ這い移動可、排泄はトイレで可、発声は
あるが発語はなし、身辺に関する語彙理解は可。【実施方法】期間：H23
年 5 月から現在も継続中。内容：排泄訓練、コミュニケーション手段獲得
に向けての課題学習、行動療法等。【結果と考察】数々の問題行動の背景
要因として、1．他者との相互コミュニケーション手段の未確立から生じ
るフラストレーション解消手段 2．排便後の肛門部の汚れや不快感によ
る便いじり等を仮説してアプローチを行った。1に対しては、サイン言語
やコミュニケーションボードの使用、日中の活動量の拡大、患者の意思要
求を聞き入れる時間の確保等を実施し、情緒面での安定が図られ、行動面
での落ち着きも顕著に表れた。2に対しては、排泄後に肛門洗浄を実施し、
肛門を触る行為や手指に便が付着していること等が激減した。また、「弄
便」と「衣類汚染や脱衣」の 2点に対して行動療法を導入した。毎日、患
者との 1日の行動の振り返りの時間を設定し、達成時の強化子として
コーヒーを使用した。さらに、問題行動出現時には、個別対応として後始
末を体験してもらった。問題行動出現回数は、開始前の 1か月約 15 回か
ら現在の 1～2回に減少するなど経年的に減少傾向が続いている。また、
離棟や盗食等の行為もほとんど見られなくなった。【おわりに】本事例は
一定の効果が見られたものの未だ継続中であり、今後も問題行動の消失
に向けて取り組んでいきたい。

P1-47-7 重症心身障害児の腹臥位を考える―当院の事
例から―

○
きりさき ひ ろ き

桐崎 弘樹、廣田 智也、石崎 裕祐、田沼 慎也、殿村 英里、
成瀬 和希、田島 夕起子

NHO 医王病院 リハビリテーション科

【背景】当院では重症心身障害児への排痰ケアとして腹臥位ドレナージを
平成 18 年から行っている。開始当初 2～3歳であった患児たちも加齢に
よる体重増加や変形拘縮の進行や身長の伸び率、骨密度の低下により腹
臥位が困難になりつつあるため、今後の腹臥位ドレナージについて再考
する。【目的】腹臥位終了の目安となる条件や指標・時期など、また、腹
臥位に変わるドレナージや排痰方法を検討する【対象】現在腹臥位ドレ
ナージを日常的看護計画の中で実施している重症心身障害児（8名 全て
超重症児）【方法】腹臥位を行っている年齢、身長体重、骨密度などのデー
タから腹臥位を取りうる基準となる条件を導く。【結果考察】対象患児の
平均年齢は 7.5 歳（1歳 11 カ月～11 歳 10 カ月）、平均身長 112cm（92cm～
133cm）、平均体重は 19.6kg（9kg～27kg）、平均骨密度は 0.38g�cm2（0.29
g�cm2～0.55 g�cm2 ※乳児 1名は計測不可）であった。その中で腹臥位
ドレナージが近年困難になりつつある学齢児 4名を抽出すると身長、体
重、骨密度の平均はそれぞれ 121cm、22.5kg、0.43 g�cm2であった。この
ことから腹臥位ドレナージの見直しの基準を身長 120～130cm位、体重
25kg 前後とした。骨密度に関しては対象者全員が低く骨折のリスクが高
い傾向であり、全員に注意が必要であった。腹臥位ドレナージの継続・中
止については今回の基準を基に、継続することのリスクや中止すること
のディメリットなどを踏まえ、呼吸リハビリカンファレンスでの検討が
必要と考えられる。

P1-48-1 重症心身障がい児・者の気管カニューレの固
定ひもの工夫―固定ひもにガーゼハンカチを
取りいれて―

○
た か い あゆみ

高井 歩、山本 道世、後藤 美奈子、小久保 晴加、平井 美智
NHO 長良医療センター 看護部

【目的】重症心身障がい児（者）のカニューレのひものくいこみにより、
頚部周囲の皮膚トラブルが生じることがある。以前、皮膚トラブルを起こ
した患者に対して、皮膚科の医師がガーゼを貼用し、軟膏塗布していたこ
とをヒントに、ガーゼハンカチを固定ひもに巻いたら、固定ひものくいこ
みの圧が軽減し、皮膚トラブルを軽減できるのではないかと考えた。今
回、固定ひもにガーゼハンカチを取り入れ、どのような効果があったか報
告する。【方法】期間：平成 25 年 4 月～10 月 対象：皮膚トラブルがある
患者 4名 方法：気管カニューレの固定ひもにガーゼハンカチ（4cm×
10cm）を巻き、頚周囲の皮膚トラブルの程度を調査する。【結果・考察】
A氏の場合は、皮膚のトラブルは、首の回りに沿う発赤とただれ（2cm×
25cm）があり、皮膚科の処方された軟膏を塗布していた。ガーゼハンカ
チを巻き始めてから 3ヶ月後になると、軟膏処置がなくなり発赤とただ
れが消失した。カニューレひもの交換は、以前は、汚れたときに行うこと
にしていたが、今回より、毎日交換し、首を毎回清拭することを実施した。
そのため、首の清潔を保つことができたため、皮膚トラブルがあった患者
すべては、3～4ヶ月の間に治癒した。ガーゼハンカチの固定ひもは、ひも
のくいこみの圧を軽減でき、唾液や汗を吸収することができたため効果
があった。また、ひもの交換方法、内容を見直すことによって継続看護が
でき、皮膚の清潔が皮膚トラブルの治癒につながったと考える。【結論】
1．ガーゼハンカチの固定ひもは圧の軽減、唾液や汗の吸収ができ効果的
であった。2．ガーゼハンカチの固定ひもを通して継続看護ができ、皮膚
トラブルの治癒につながった。
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P1-48-2 変形・拘縮のある重症心身障害児（者）のため
の衣類の工夫～既製衣服と工夫衣服を比較し
て～

○
と ば え り こ

鳥羽 恵理子1、菅生 英子1、大池 祐子2、淡井 千恵子1、
井内 陽子1

NHO 東徳島医療センター 重症心身障害児（者）病棟1、NHO 徳島病院2

【研究目的】既製の衣服を変形・拘縮のある重症心身障害児（者）（以下重
心患者と略す）に合った衣服に工夫し、既製衣服と比較することで工夫衣
服の効果を明らかにする。【研究方法】変形・拘縮のある Α病棟重心患者
5名に対し、既製衣服をもとにして工夫衣服を作成する。更衣介助する職
員（看護師・看護助手・保育士）に衣類に関するアンケート調査を工夫衣
服作成前後で実施し、結果を工夫前後で比較分析する。【倫理的配慮】事
前に家族に対して本研究の主旨と方法、プライバシーの厳守、本研究以外
にデータは使用しないことを説明し、同意を得た。【結果・考察】工夫前
の調査では特に肩関節や肘関節の介助時に困難であると感じていること
が明らかになった。ドルマン袖に工夫後の調査では 96.5％のスタッフが、
既製衣服と比較して工夫衣服の方が更衣介助時の困難さが「減った」と回
答した。「かなり減った」「減った」を合わせると肘関節と肩関節が同じ
67.9％という高い割合となった。変形・拘縮の強い重心患者の更衣介助
が困難であると感じる一番の要因は、衣服の袖ぐりが狭いことであると
考える。肩関節や肘関節が容易に着脱できるデザインにすれば、更衣介助
時の困難さが低下するのではないかと考え工夫衣服を作成した。【結論】
1．肩関節や肘関節が容易に着脱できるデザイン（ドルマン袖）に工夫し
たことにより、既製衣服と比較して更衣介助時の困難さが低下した。2．
既製衣服の裾から切り出した共布を使用することで見た目に違和感のな
い工夫衣服を低コストで作成できた。

P1-48-3 誤嚥性肺炎を繰り返す患者への誤嚥防止の取
り組み―精神発達遅滞の患者への体位の工
夫―

○
ふ じ い れ い か

冨士井 玲佳1、桑原 裕美1、流田 美佐1、山崎 剛1、矢野 慎治1、
松川 裕子1、住吉 崇史2

NHO 賀茂精神医療センター 重症心身障害児（者）病棟（3－1病棟）1、
NHO 鳥取医療センター2

【はじめに】A氏は精神発達遅滞であり発達年齢 1歳 1カ月、大島分類 17
に分類され、転倒リスクや盗食等の問題行動がある患者である。吃逆・発
熱があり誤嚥性肺炎を繰り返すため、2009 年 3 月エンシュアを氷らせた
ブロックを摂取しアイシングを行った結果、誤嚥性肺炎が減少していた。
しかし 2013 年 1 月から再び誤嚥性肺炎を繰り返すようになった。その原
因を明らかにし、誤嚥防止についての看護介入を行った効果を振り返り
明らかにする。【研究方法】2009 年 4 月から 2013 年 9 月までのA氏の状
態を情報収集、看護介入の効果を振り返る。【結果考察】原因として構造
上の相異が要因となり食後の行動パターンが変わったことが考えられ
た。病棟移転前までは食堂からホールまで時間をかけて自分でホールま
で歩行していた。移転後から食堂とホールが隣り合わせにあるため、食後
すぐにホールに横臥し午睡することが多くなった。そこで、誤嚥防止のた
め食後座位を保つように看護援助を行った。A氏は興味がないものには
反応せず、すぐに立ち上がる。また、盗食や転倒リスクがあるため食事が
終わっても下膳しない等個別的な介入を行うことで椅子から立ち上がる
ことがなくなった。介入前は発熱持続日数が 4日以上あったが、介入後は
2日以上持続する発熱は見られなかった。また、看護介入を行うことで、
発熱の割合が 7％から 4％に減少した。食後すぐに横臥しないことで内
容物の逆流が無くなり、誤嚥性肺炎の減少に繋がったと考えられる。【結
語】体調不良の重症化を繰り返した原因は食直後に横臥することによる
誤嚥のリスクが高まった可能性があり、座位保持を行うことで誤嚥防止
に効果的だった。

P1-48-4 重症心身障がい児（者）にマザリーズを取り入
れたなだめの効果の検証

○
ちゅうばち け い こ

中鉢 啓子、小野 成美、沖津 まゆみ
NHO 仙台西多賀病院 南1－1病棟

【はじめに】重症心身障がい児（者）（以下、重症児）は言葉や表情での表
現に乏しく思いを理解するのが困難である。T病棟に長期入院中の強度
行動障害のA氏は、 日に何度か大きな声を発しなだめることが難しい。
今回、母親と面会している時は穏やかなのに帰ると激しく声出し興奮す
る場面に着目した。先行研究では乳幼児に母親のボイスレコーダーを聞
かせなだめの効果を得ている 1）。母親と一緒にいるような感覚がなだめ
につながると考え乳幼児と発達年齢が同じ重症児に録画によるマザリー
ズを取り入れ、なだめの効果を検証した。【目的】重症児へのマザリーズ
を取り入れたなだめの効果を明らかにする。【方法】介入研究。母親の協
力を得て、A氏にマザリーズというゆっくり抑揚をつけた話しかけをし
てもらいビデオカメラで録画。病棟で独自に作成した調査用紙を用いて
普段の様子と録画視聴前中の行動的・身体的変化を比較した。【結果】A
氏の視聴前と視聴中の脈拍をみるとほぼ一定の変動パターンが得られ、
視聴中の 6回中 5回、脈拍が減少していた。これは録画で見る母親のゆっ
くりした話しかけに反応していると考えられ脈拍にリラックスしている
と考えられる変化がみられた。また、母親の声が聞こえ始めると声だしを
やめ静かにみており、表情が穏やかになり、興奮が減少し、行動的・身体
的な変化がみられた。【考察】録画による視覚的刺激も含めたマザリーズ
の効果は声出しや興奮のある重症児に対してはリラックス状態が作れて
わずかながらなだめの効果があると考えられる。【結論】マザリーズに
よってなだめられリラックス状態が作れる例もあり他の重症児にも応用
出来る可能性が示唆された。

P1-48-5 重症心身障害者とのかかわりにハンドマッ
サージを取り入れて―リラックス効果をみ
る―

○
ふじさわ は る み

藤沢 春美、佐藤 角枝、武井 美智代、宮沢 れい子、三井 弘子
NHO 東長野病院 看護課 のぞみC病棟

【はじめに】重症心身障害者（以下重症者）の多くは、声掛けや抱っこを
すると声を出す・笑顔になる等の反応が見られることから、人とのかか
わりを求めていると考える。ケアの際、声掛けは行っているが、日常的な
生活の援助が優先され患者個々にかかわる時間は少ない。そこで、短時間
で誰でも毎日継続して患者個々とかかわることができ、タッチングの中
の触れるケアであるハンドマッサージが有効ではないかと考えた。【目
的】個別のかかわりとして重症者にハンドマッサージを行い、その反応と
リラックス効果を検証する。【方法】香りのないオイルを患者の手のひら
にのばし、手を包み込むように、指先から上肢にかけて片手ずつマッサー
ジを行う。【結果】マッサージ前後を比較すると、体温・脈拍が降下し、
良い表情へと変化がみられた。施行中は習癖・痒みのため身体を動かす
等の行動をやめる、ウトウトしているが終了すると目を大きく見開く等
の反応がみられた。また、マッサージすることを伝えると、自ら手を出す
という変化がみられた。【考察】ハンドマッサージを通して、触れるとい
う刺激が生理機能を変化させリラックス効果をもたらし、快の刺激とし
て受け入れられたことが、安心感と信頼感に繋がったと考える。一人一人
と向き合い触れながら反応を観察することは、感情を人に伝えるのが困
難である重症者に寄り添うケアとして有効であった。【まとめ】誰でも簡
単に実施できるハンドマッサージは、個々と向き合いかかわる手段の 1
つとして気分転換活動に取り入れていくことができるため、今後も継続
して実施していく。
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P1-48-6 重症心身障がい児（者）1症例におけるスコポ
ラミン軟膏の有効性と安全性

○
く ら べ は る こ

倉部 治子1、丸山 由理1、上條 健志2、木下 悟3

NHO 新潟病院 看護部1、NHO 新潟病院 薬剤科2、NHO 新潟病院 小児科3

【目的】重症心身障がい児（者）の流涎コントロールに有効であるとされ
るスコポラミン軟膏（以下軟膏）を継続使用している患者の経過から、有
効性と安全性を検討する。【症例】A病院，重症心身障がい児（者）病棟，
長期入院中の患者W氏，65 歳，男性，精神発達遅滞，糖尿病，脳梗塞，
高血圧【期間】平成 25 年 6 月 11 日～平成 26 年 4 月 14 日（1クール 28
日として 11 クール）【方法】スコポラミン 0.5mg 程度を保護テープに塗布
し、両耳介後部の乳様突起付近に貼付し毎日貼りかえる。副作用症状等
チェック表を用いて観察・記録し、発熱頻度や吸引回数、VAS（唾液量の
減少判断を看護師の主観でビジュアルアナログスケールにより得点化し
たもの）、タオルやYガーゼ交換回数、皮膚トラブルの程度を軟膏使用前
後で比較し、検討する。【結果】発熱を生じたのは、軟膏使用後 3、5、11
クールであった。吸引回数は、発熱または発熱前の 3、4、10、11 クール
で増加した。更衣・タオル交換回数は、1クールで増加した以外は減少し
た。P�TEG部の瘻孔周囲の皮膚トラブルは、5クールでの発熱を生じた以
降は減少した。VASは、発熱がなかった 1、6クールで有意差を生じ、唾
液量が減少したと判断された。尿閉や便秘等の副作用症状の出現はな
かった。【考察・結論】吸引回数、VAS、P�TEG部の瘻孔周囲の皮膚トラ
ブルは、発熱の影響がない場合は、軟膏使用による唾液の減少効果が得ら
れた。また、更衣・タオル交換回数と P�TEG部のYガーゼ交換回数は、
発熱の有無に関係なく減少した。副作用症状の出現はなかった。以上よ
り、この事例においては、有効性と安全性が得られる結果となった。

P1-48-7 重症心身障害児（者）の個別性に合ったおむつ
選択の取り組み

○
ば ん ち

番地 ゆか、中村 朱里、三浦 美穂、尾形 広子、松尾 香織、
馬渡 麻奈美

NHO 八戸病院 6病棟

【はじめに】A病院の重症心身障害児（者）は、ほぼ全員がおむつを使用
している。廃用性の骨萎縮などによって体の変形があり、おむつから排泄
物が漏れてしまうことが度々ある。そこでB病棟 44 名を対象に実態調査
を行ない、個々の漏れの原因と対策を究明することで、患者様の不快、苦
痛の軽減を目的として本研究に取り組んだ。
【方法】1、対象者は重症心身障害児（者）44 名
2、排泄記録表での漏れの実態調査
3、対象者 44 名個々のおむつカードの作成表示
4、介護スタッフへのアンケート調査の実施と勉強会の開催
【結果】カード表示により全スタッフの統一が図られた。それと並行し漏
れの調査を、個々の患者様の受け持ちスタッフが、複数回モニタリングを
行い個々の問題の改善を図った。患者様の特徴を把握し、個別性にあった
おむつを選択、使用することで経済的負担や不快・苦痛の軽減を図るこ
とができた
【考察】日常生活援助の身体援助での排泄援助は大切で必須な援助であ
る。個々の患者にあった個別カードを表示することで、介助スタッフの統
一が図られたことは有効だったと思われる。更に個別性にあった計画を
立てることで患者様の不快・苦痛の軽減となり、質の高いケアの実践を
行えると考える。また、定期的に取り組み評価を行うことと、スタッフ間
の統一が重要である。

P1-49-1 児童発達支援管理責任者として家庭に問題を
抱えた措置児童の家族支援を行った事例～連
絡調整の窓口と病状が悪化した場面での対
応～

○
はやし さ お り

林 沙織1、鈴木 晶子1、千田 千津1、中村 美代子1、
加藤 真理代2、村田 百合子2、愛田 弘美1、金子 英雄3

NHO 長良医療センター 医療福祉部療育指導室1、
NHO 長良医療センター 看護部2、NHO 長良医療センター 臨床研究部長3

【はじめに】当院では、家庭に問題を抱えた措置入所が増加している。措
置入院の児童は家庭環境が複雑なケースが多く、病院と家族間の連絡が
取りにくく、家族支援は難しい。今回は、住居が遠方であり一度も面会の
ない家族に管轄の子ども相談センター（以下、子相と略す）と連携して家
族支援を実践したので報告する。【方法】期間：平成 25 年 3 月～平成 25
年 11 月対象：措置入所中の重症心身障害児 5才 脳性麻痺 内容：家
族への働きかけに加えて、子相職員と連携し、家族支援について情報交換
を行い、支援内容を検討した。家族へは書類関係のやり取りに止まらず、
児の近況や病状を伝え、面会を促した。【結果と考察】病院と子相の役割
を明確にして、遠方であり家族との連絡が取りにくいため、地元である子
相職員に家庭訪問を依頼した。内容は予防接種などの医療同意書の記入、
補装具の負担金の未払い対応で、書類関係のやりとりは子相を介して
行った。医療内容の説明と同意や緊急時の医療行為について面談の必要
性について子相と話し合いを重ねた。児の体調の悪化により、子相も働き
かけを強め、子相職員に引率されての面談が実現した。児の病状は一進一
退であったが、直接面談による病状説明によって、ようやく家族は現状を
理解し、面会や付き添いに応じるようになった。家族と連絡が取りにくく
面会が少ない措置児童のケースでは、子相と連携し、可能な限り家族支援
を行う方法を検討し実施していきたい。また、児童発達支援管理責任者と
しての支援を模索しながら、業務のひとつとしての窓口業務マニュアル
を確立することも課題である。

P1-49-2 サービス等利用計画作成の現状と課題

○
て ら だ きょうこ

寺田 恭子1、吉岡 恭一1、松田 俊二2、岩田 猛3

NHO 愛媛医療センター 療育指導室1、NHO 愛媛医療センター 小児科2、
NHO 愛媛医療センター 院長3

【はじめに】平成 24 年度から、療養介護サービス利用者についても、サー
ビス等利用計画の作成が必要となった。しかし、自治体や事業所によって
対応が様々で、また計画書の内容等についても、問題点が挙げられてい
る。そこで、計画作成への対応の現状と課題について検討をおこなった。
【目的】サービス等利用計画作成の現状と課題を明らかにするとともに、
今後の対応と、実効ある制度利用について検討する。【方法】（1）当院の記
録およびスタッフに対する聞き取りによる検討（2）国立病院機構中国四
国グループ内の療養介護サービスを提供する 12 施設にアンケート調査
を実施。（3）アンケートは、Excel 形式による記述・選択式で作成。各施
設の療育指導室宛にメールにて送付し回答を求めた。【結果】アンケート
調査から、平成 26 年 4 月 1 日時点で、約 83％の利用者が作成を完了して
おらず、平成 27 年 3 月までに全て完了させることに困難を感じている施
設が多いことがわかった。また、内容についても「目標として現状の維持
が多く、抽象的」など、有効性に関する疑問点も挙げられていた。【考察】
サービス等利用計画は、以前からの療養介護サービス利用者にとっては、
サービス利用後の立案となる。また、普段からなじみのない相談支援事業
所が計画を作成することから、時間を要し、内容も利用者にとって有用な
ものとなりえていない現状がある。今後、自治体や相談支援事業所との情
報の共有を密にし、協力して介入を継続していくことが重要である。ま
た、それによって、本人や家族が療養介護以外のサービスや地域の資源な
どを知り、現在の生活を見直す機会にしていくことが制度の効果的な活
用に繋がっていくと考える。
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P1-49-3 当院における重症心身障害児者のレスパイト
受け入れについて

○
い し い て つ じ

石井 徹仁1、佐藤 ひろ美1、萬木 暁美1、萬木 晋1、渡辺 博子2、
須田 美智男3

NHO 神奈川病院 小児科1、NHO 神奈川病院 アレルギー科2、
NHO 神奈川病院 療育指導室3

【現状】当院の重症心身障害児者病棟では 100 名近くの長期入所患者の他
に、毎月 8名程度（のべ年間 100 名程度）のレスパイト患者の受け入れを
行っている。近年は、在宅人工呼吸器や在宅中心静脈栄養といったより濃
厚な医療ケアを必要とする重症心身障害児者も増えてきており県西部に
位置する当院においても県内各所から短期入所の問い合わせが来てい
る。
【新規レスパイト利用の流れ】原則として年齢は 3歳以上かつ体重は 10
kg 以上で、重心認定を受けた方を対象としている。利用問い合わせが
あった場合には医療情報提供書を送付して頂き、後日当院外来を本人に
受診して頂き併せて重症心身障害児者病棟も見学して頂いている。その
後、病棟（看護師）・療育指導室・担当医で毎月協議しレスパイト利用の
可否決定を行う。
【問題点】病院側としては安全に受け入れすることが大前提ではあるが病
院側の人員のマンパワーが不足すること（特に夜間など）や、病状によっ
ては高度医療施設へ転院となる可能性があることなどが挙げられる。ま
た患者側からは利用するまでに時間がかかることや、日にちを指定して
利用することが極めて難しいことなどが挙げられる。
【課題】患者側にニーズに応えつつ、かつ安全にレスパイト利用ができる
ような医療・看護・療育サービス提供が今後必要となるだろう。

P1-49-4 当院における重症心身障害児（者）への短期入
所事業の経年的変化から、在宅支援について考
える～過去17年分の利用実績を分析して～

○
は た だ よ う ま

畑田 遥磨
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 療育指導室

【はじめに】当院では短期入所事業として年間（前年度）延べ 2132 日、299
件の受け入れを行っている。筆者は児童指導員として短期入所事業の利
用受け入れ調整業務を行う中で今後の在宅支援について検討したいと思
い、これまでの利用実績の経年的変化を調査し、現状の把握と今後の課題
を模索したいと考えた。【方法】H8年度からH25 年度までの過去 17 年分
の利用実績を集計した。【結果】1）延べ利用日数 H8年度は 335 日、H
15 年度は 420 日、H22 年度は 1551 日、H25 年度は 2132 日となっており
H8年度に比べ 6.5 倍程に増加している。2）延べ利用件数 H8年度は 20
件、H15 年度は 97 件、H22 年度は 174 件、H25 年度は 299 件となってお
りH8年度に比べ 14.9 倍程に増加している。3）1件あたりの平均利用日数
H8年度は 16.8 日であったがH25 年度は 7.1 日と半分以下に減少してい
る。【考察】集計を行った結果、延べ利用日数及び件数が大幅に増加して
いたが、理由としてはH15 年度から支援費制度が施行され利用が促進さ
れたこと、H22 年度から短期入所枠を拡大したことが影響したのではな
いかと分析した。また、平均利用日数が減ったにも関わらず延べ利用日数
が増えたことは、緊急一時保護的理由から、家族が社会的活動を行うため
の理由へ移行してきたと考えられ、短期入所事業が在宅で生活をしてい
る利用者の家族への支援につながってきていると推察される。【おわり
に】昨今、医療的ケアが必要な方が増えてきている。そのような利用者の
家族であっても、できるだけ「あたりまえの」生活をし、社会的活動を行っ
ていただくために短期入所事業はどうしていけばよいのか、医療機関に
勤める福祉職として何ができるのかを今後も考えていきたい。

P1-49-5 一般病棟での重症心身障がい児（者）のショー
トステイ受け入れにおける問題点の抽出

○
かわむら よ う こ

川村 陽子
NHO 長良医療センター 看護部

＜はじめに＞重症心身障がい児（者）（以下重心と略す）の在宅療養者数
は、2万 5千～2万 7 千人と増加傾向であり、ショートステイの必要性が
高まっている。しかし、既存重心の入院病院・施設の入所率は 96～97％
を占め、ショートステイ数の増大には限界が見られる。当院は、以前から
重心病棟でショートステイ受け入れを行っているが、H26 年 6 月より一
般小児・産科混合病棟でも受け入れを開始し、22 名を受け入れた。一般病
棟での、ショートステイにおける問題点をスタッフのアンケートから抽
出したので報告する。＜方法＞1．「スタッフ」「設備」「体制」「患者」の 4
つのカテゴリーについて、病棟看護師・助産師にアンケート調査を実施。
2．アンケート結果を基に問題点を抽出。＜結果＞アンケート結果から、
「スタッフ」では重心患者の看護に自信がない。「設備」では一般浴槽しか
ない。「体制」では夜勤人員が 2人。「患者」では移動能力の問題という項
目が多く見られた。＜考察＞設備というハード面の問題だけでなく、短い
在院日数、入退院が 100 名以上、患者数や疾患・重症度の激しい変化、重
心看護の経験が乏しいスタッフが多い等、ショートステイの受け入れに
は問題が多く見られた。受け入れ前に準備ワーキングを立ち上げ、想定さ
れる問題について対応策を立案し実践を行ったが、スムーズに行かない
ことも見られた。今回、カテゴリーに分け、問題点を細かく抽出したこと
で、今後、1つ 1つに対して具体的な対応策を考えることができると思わ
れる。また、設備など簡単に改善できない問題点もあるが、スタッフの意
識や業務体制、技術などは改善・指導することが可能であると考える。

P1-49-6 多職種連携による姿勢ケア検討システムの構
築

○
そ の だ て つ や

園田 哲也、羽島 厚裕、笹島 直美、村上 朋美、木下 利恵、
奥野 久美子、智原 理奈、森 民湖

NHO 福岡東医療センター リハビリテーション科

【はじめに】自身で姿勢をコントロールできない重症児・者にとって、日
常生活における姿勢管理は重要である。そこで先行施設の活動を参考に、
当院でも平成 25 年度から、理学療法士、作業療法士と看護師、保育士で
姿勢ケアに関するチームを結成し、姿勢ケアの充実へ向けた取り組みを
開始した。【目的】多職種連携による姿勢ケア検討システムの構築により、
日常生活場面や療育、学校での姿勢ケアを充実すること。【方法】姿勢ケ
ア検討の進め方は以下の通りとした。1．姿勢ケア検討会の 2週間前まで
に受持ち看護師、保育士が姿勢ケアの現状を評価する。2．姿勢ケア検討
会の 1週間前までに受持ち療法士がとれる姿勢とその効果、及び姿勢の
とらせ方、等を評価する。3．受持ち看護師、保育士、療法士、医師（可
能な範囲で）と姿勢ケアグループメンバーで姿勢ケア計画を策定する。4．
受持ち看護師を中心に、姿勢保持に必要な物品の整備、姿勢ケア・スケ
ジュールシートの作成、ポジショニングシートの作成を行い、姿勢ケアの
準備を行なう。5．受持ち看護師、療法士より、病棟全体のスタッフへ姿
勢ケア計画を説明し、姿勢ケアをスタートさせる。【結果�考察】H25,6～
H26,3 の期間で 26 名の患者様の姿勢ケア検討会を実施した。変形、姿勢上
の問題点やとれる姿勢、姿勢のとらせ方などリハの視点からポジショニ
ングの提案を行ったことで、病棟スタッフの理解が深まった。日常生活場
面や療育、学校でそれぞれの状況に適した姿勢の幅が広がったと考える。
今後はさらに多職種連携を深め、充実した姿勢ケアへの取り組みを行っ
ていく必要がある。また、定期的な再評価と姿勢評価として数値的な結果
を示していく必要があると考える。
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P1-49-7 重症心身障害児（者）の統一評価表作成の検討
（第1報）～施設間調査を通して～

○
は ら だ としあき

原田 敏昭1、福場 浩正2、宮地 隆史2、住元 了3

NHO 柳井医療センター リハビリテーション科1、
NHO 柳井医療センター 神経内科2、NHO 柳井医療センター 外科3

【目的】現在、国立病院機構中国四国ブロック内の重症心身障害児（者）に
おいて、患者の状態を評価する評価表は、各部署・施設それぞれが独自に
作成したものであり、評価結果は各部署・施設のみで情報を保持してい
る状況である。多職種協働が強調されている現在において、部署間・施設
間で統一した共通の評価表を使用することは大いに意義があると考え
る。今回は中国四国ブロック内の施設間で協力して、重症心身障害児（者）
の統一した評価表を作成することを最終目的とする。【対象と方法】対象
は国立病院機構中国四国グループ内の重症心身障害児（者）病棟を有する
11 施設。方法は 1．対象施設のリハビリテーション科へ現在使用している
自施設の看護、リハビリ、療育の評価表、観察表、ワーキングシート項目
等の調査依頼を行う。2．調査結果を基に評価項目の整理を行う。【結果】
11 施設中 7施設（当院含む）からの回答を得ることができた。他部門から
の回答を含むものは 5施設（当院含む）であった。各部門の観察項目の中
で看護部門、療育部門、リハビリ部門で、それぞれ同様の項目があった。
【考察・まとめ】重複した項目については、データの源を整理できるので
はないか。同様の項目について評価する部門の整理ができるのではない
か。新たに統一評価表を用いることで、各施設が用いている評価表のデー
タの蓄積が反映されない、施設特有の評価（観察内容等）項目が反映され
ないことが懸念される。そのため、サマリー的な統一評価表の作成を考え
ていきたい。

P1-50-1 おもてなし隊、3年間のあゆみ―患者の地域交
流をめざした取り組み―

○
か わ の ひろのり

河野 宏典、安藤 理菜、前田 直美、中川 美空、吉住 伊代、
市野 和恵

NHO 熊本再春荘病院 療育指導室

【はじめに】おもてなし隊の取り組みとは、療養介護病棟を中心とした療
育活動等において制作された作品を、地域住民にプレゼントすることや
院内に作品を展示する活動である。平成 24 度より地域交流活動の一環と
して、作品のすばらしさを、より多くの方に伝える取り組みとして継続し
ている。【目的】患者が本活動のプロセスを経験し、地域住民との交流を
図る。【方法】対象者：平成 24 年度 16 名。平成 25 年度 13 名。※プレゼ
ント配布や作品展示に携わった患者の人数。期間：平成 24 年 7 月から平
成 26 年 8 月。※年 1回開催。実施手順：1．計画書を作成し、院内関係部
署との調整、プレゼント配布及び作品展示に直接携わる患者本人、患者家
族との連絡調整。2．各部門の患者に応じた作品制作及び諸準備を療育活
動等にて実施する。3．プレゼントを受け取られた方、作品を鑑賞された
方へのアンケート調査の実施。【結果及び考察】これまで 290 個のプレゼ
ントを配布し、今年度は作品の展示を計画している。170 人に対して行っ
たアンケート調査結果からは「とてもいいアイデアですね。患者さんの笑
顔に私が励まされました。」「患者さんと少しの間ですが、話ができたこと
に感謝します。」と喜びの声が寄せられた。この結果を象徴するように、
活動中の患者の様子からは、病棟以外の人との交流が新鮮な経験になっ
ていることが推察された。また、日々の療育活動等で生まれた作品を病棟
の外へ発信する機会は、患者の社会交流を広げ日頃の療養生活に変化を
もたらすことができたと考える。【まとめ】本活動は患者の主体的活動と
して、療育活動等の達成感が得られQOLの向上が期待できる。

P1-50-2 療養介護サービスシステムの構築に関する研
究

○
おかむら としひこ

岡村 俊彦1,2

NHO 西別府病院 療育指導室1、NHO 全国児童指導員協議会2

【はじめに】2006（H18）年 4月より障害者自立支援法が施行されて以降、
療育指導室は福祉職として療養介護サービスに係る業務として、法律の
理解と説明、個別支援計画書の作成・管理、家族への相談・手続き支援、
関係各機関との連絡・調整等の新たな業務に対応し、それらの業務は現
在に至っており、時代の要請に即した福祉職としての役割を担ってきて
いる。2012（H24）年 4月より、重症心身障害病棟の 18 歳以上の入所者が
療養介護サービスでの対応になり、さらに 2013（H25）年 4月には、障害
者自立支援法が廃止され、障害者総合支援法としての制度の改定が行わ
れ、障害福祉サービスは今後も変化をしていく。療養介護サービスは、長
期的な医療・福祉体制によるサービスであり、安定した療養介護サービ
スを維持するためには、多職種協働による連携を円滑に活動できるシス
テムとして確立することが重要な課題であると考える。【研究目的】療養
介護サービスシステムを研究することにより、システムの構築に関する
研究を行い、療養介護の質の向上を目指す。【研究期間・方法】・平成 25
年 6 月～10 月・全国児童指導員協議会のネットワークを活用し、重症心
身障害病棟併設の国立病院機構 73 施設に、アンケート調査を実施。【考
察】サービス管理責任者の集計では、サービス管理責任者必要数 275 名の
内、児童指導員 126 名、保育士 53 名が任命されており全体の 65％であ
る。児童発達支援管理責任者は、療育指導室で 70％を占め、児童に対す
る適切な入院支援が行われていることを示している。このような分析を
通し、療養介護サービスシステムの確立を図っていきたい。

P1-50-3 重症心身障害病棟において成年後見の対応に
苦慮したケースについての一報告

○
わ く た さとし

和久田 伶1、石川 愛1、村松 順子1、山内 慎吾1、酒井 素子2、
久留 聡2、小長谷 正明2

NHO 鈴鹿病院 療育指導室1、NHO 鈴鹿病院 神経内科2

【目的】近年、長期入院している重症心身障害者の家庭環境の複雑化や親
の高齢化等の要因により成年後見申立が行われなかったり、成年後見人
が解任されたりするケースが増加している。当院でも対応に苦慮する
ケースが相次いでいる。そこで、家族支援や関係機関との連携について検
討を行ったので報告する。【症例】A : 50 歳代女性。成年後見人だった母が
急死、その後すぐに妹も死亡し、親族が全くいないことが判明した。B :
30 歳代男性。母と成人した兄弟姉妹 10 人が県外に在住。措置入院時より
養育に無関心で病院とも疎遠。H18 年成年後見人申立を促すも協力が得
られず、経済的に困窮し、措置費の滞納もありH24 年 4 月以降も児童相談
所措置が続いていた。【経過】A：福祉課・家庭裁判所に親族不在ケース
の成年後見人変更の手続きについて相談を行った。後見人欠格により、母
が通帳等を預けていた元民生委員が申立を行い、第三者後見人が選任さ
れた。B：児童相談所・福祉課・病院による処遇会議を開催、成年後見セ
ンターを加えた関係機関が家族に指導を重ね児相職員付き添いで成年後
見人申立を行うことができた。第三者後見人選任後、措置解除・療養介護
契約を締結した。【まとめ】両ケースともに児童指導員が関係機関との連
絡調整や情報発信を行った。Aは一時入院費延滞状態となったが、本人の
生活が守られることを第一に院内外調整を行った。Bは家族が遠方であ
るため、身近な行政機関が中心となって申立支援するよう方向付けをし
た。またA・Bとも第三者後見のため、身元引受や医療同意等を早い段階
で検討を行い、入院継続の円滑化を図った。今後も、関係機関との連携を
強めていくことが必要である。
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P1-50-4 千葉県重症心身障害連絡協議会連絡調整会議
の報告

○
ひ る た ひ と み

蛭田 仁美、吉田 誠、稲澤 淳一、小野澤 源、松坂 真未、
長谷部 尚子、立川 美香、副島 千枝、藏松 美沙、松村 千恵子

NHO 千葉東病院 療育指導室

【緒言】平成 24 年 4 月、児童福祉法、障害者自立支援法の同時改正にあた
り、円滑な新体系への移行や入所調整等、施設間の連携が更に重要となっ
た。そこで、県内重症心身障害児者施設のケースワークを担当する職員が
集まり、各施設の課題を挙げ、意見交換及び共通理解を図る千葉県重症心
身障害連絡協議会連絡調整会議（以下調整会議）を定期的に開催してい
る。その調整会議について報告する。【調整会議】平成 26 年 4 月、県内に
は入所施設が 6箇所ある。調整会議は県内重症心身障害児者のケース
ワークを行うことを目的として毎月開催され、施設ごとの事業報告や長
期入所希望者の情報交換、重症心身障害児者に関わる意見交換などを
行っている。各施設でケースワークを担当する職員で構成されており、県
立の施設が事務局として児童相談所や市町村との連絡窓口となってい
る。【調整会議の成果】調整会議では、利用者が最適な福祉サービスを受
けられるように情報を交換してきた。その結果、少しずつではあるが県内
の重症心身障害児者を支援する体制が整ってきた。他施設の短期入所利
用者が当院の短期入所も利用するなど、利用者の拡大にも繋がった。今年
度、当院では新施設開設に伴い 4名の転所希望があった。転所後の新入所
候補者の調整にあたり、調整会議にて医療ケアや家庭状況、優先度などを
確認したことで、円滑に入所決定を行うことができた。【結語】調整会議
で把握しきれていない地域のニーズはまだ多い。待機リストの作成や管
理においても、リストから漏れた希望者がいる等の問題がある。そのよう
な課題に対応するため、今後も施設同士の連携を深め、児童相談所や市町
村との調整を図っていきたい。

P1-50-5 他職種との連携による集団療育活動～チーム
医療についての経過報告～

○
かたぎり か ず み

片桐 和美、玉木 美代子、齋藤 香織、大関 希、中田 顕、
中村 友亮、石井 忠雄、大日向 真理子、川上 司、赤坂 紀幸

NHO 西新潟中央病院 療育指導室

【はじめに】近年、当院の重症心身障害病棟では生活環境の変化に伴い、
利用者の身体機能維持が課題となった。そこで、利用者の身体機能維持を
図るために当院の現状に合わせた環境の中で、少しでも身体機能維持の
機会を確保することが必要であると考えた。こうした中、当院では、理学
療法士の病棟担当制が導入され、重症心身障害病棟においても理学療法
士が毎日継続して利用者とかかわることが可能となった。今回、限られた
時間で身体機能への効率的な取り組みを行うため、理学療法士と共に集
団療育活動を展開してきた。【目的】現状に合わせた生活環境の中で自力
移動等の身体機能が維持できる活動場面を確保し、活動性の向上を目指
す。【方法】対象者の選出：理学療法士、保育士 対応職員：理学療法士、
児童指導員、保育士 活動実施回数：月 5～6回（1回 1 時間程）活動内
容：利用者個々の機能や興味に合わせ移動運動や姿勢保持。【結果】チー
ム医療として定期的な身体機能維持の活動時間を確保することができ、
それぞれの専門性を活かし多様な視点から利用者にかかわることができ
た。理学療法士とチームでかかわる事により、移動や座位を促す時の体の
動きがわかり活動場面以外のかかわりにも応用することが増えた。また、
「遊び」の中に訓練的要素を取り入れることで楽しみと身体機能維持の両
面からアプローチすることができた。

P1-50-6 動く重症心身障害児者の待機患者から考察す
る当院の役割と課題～外来診察からの一事
例～

○
か わ く ぼ さ ち よ

川久保 幸代1、川野 哲平1、西田 利昭1、竹島 多代1、
小松 明美1、中川 委久子1、長尾 弘子2、日根 悦子3、谷口 謙4

NHO やまと精神医療センター 療育指導室1、
NHO 奈良医療センター 療育指導室2、
NHO やまと精神医療センター 看護課3、
NHO やまと精神医療センター 精神科4

【目的】当院はいわゆる動く重症心身障害児者の入所支援を行っている。
この度、病床増での病棟建て替えに伴い、計画的に入所待機患者の外来診
察を実施している。その中の 1事例で家庭内暴力、器物破損、精神科医療
保護入院、重症児病棟での短期入所、県外施設への移行支援を経験した。
この事例の家族が抱える切迫した問題から当院の課題を考察する。【事
例】30 代男性。自閉症。重度知的障害。母子家庭。【経過】平成 25 年 6
月外来で待機患者として診察。その後何度か相談支援センターより母親
への暴力、器物破損で相談あり。11 月家庭内暴力が増悪し、当院精神科に
緊急で医療保護入院。数日後、帰宅は困難なため重症児病棟で有期・有目
的での短期入所に移行。この間に相談支援センターと受入れ先を探す一
方、本人の行動問題のアセスメントを行い療育活動と個別支援を実施。当
初発現した器物破損や拒否的な行動は消退。受入れ先が県外に見つかり
3ヶ月後に退所となった。【考察】待機患者の状況は在宅、精神科入院、施
設入所に大別できる。在宅者の大半は近隣の施設に通所しているが、本事
例のように行動障害で通所不能となる場合がある。本事例の行動問題と
して、学校や障害者施設での対応力の乏しさ、家族の生活問題への支援体
制の未整備、社会資源の不足と開発の困難性等が挙げられる。当院の果た
す役割は、行動障害に対する改善事例のノウハウを蓄積し、在学中から行
動障害等に関する相談に応じること、医療の立場でのメゾ領域の地域援
助活動等が挙げられる。課題は行動障害に関する専門的な実践力の向上、
家族相談の充実、循環型入所支援に向けての地域ネットワーク機能の構
築と考える。

P1-50-7 成年後見人選任を受任する家族に対する支援
の現状と今後の支援方策

○
も も い

桃井 めぐみ、石田 光、山田 宗伸、内田 則彦
NHO 甲府病院 療育指導室

【はじめに】近年、家庭裁判所の職権により家族以外の第三者が、成年後
見人（以下、後見人）として選任されるケースが増加してきた。後見事務
を行う上では、家庭裁判所、家族、後見人の相互の連携が必要不可欠と考
えるが、生活の状況等利用者に関する情報が十分に共有できているとは
言い難い状況が散見されている。後見人について民法第 858 条では、「成
年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当
たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活
の状況に配慮しなければならない。」として、財産管理と身上監護に関す
る法律行為を行う際の義務を定めている。しかし、ケースによって状況は
様々であり、必要となる支援が異なるために、職務範囲を一概には定めら
れない現状がある。【目的】本研究では家族の心理的支援を含めた連絡調
整のあり方や、利用者本人の権利擁護の観点から病院職員の介入につい
て検討するために、これまでの相談支援の経過を整理する。【方法】第三
者後見人が選任された利用者に対する支援記録から経過を抜き出し、各
ケースの共通点、相違点を抽出した。【結果および考察】後見人と家族と
の調整が不足し、後見事務を行っていた家族が、事務の分掌とは何か、後
見人としての役割とは何か悩んだり、身内のことなのに第三者が関わる
ことに違和感や不快感を覚えるなど、心理的負担になっていることが推
察された。したがって、どのような状況で家族が何を感じ、どのような考
えを持っているのか面談場面ないしは普段の面会の際に傾聴するなど心
理的な支援が必要とされると考えられる。
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P1-51-1 systemic�coronary�pulmonary fistula を
合併したCABG症例

○
く ぼ た たけひろ

窪田 武浩
NHO 函館病院 心臓血管外科

冠動脈�肺動脈瘻を合併した手術症例は多数報告されている。今回、労作
性狭心症精査中に冠動脈�肺動脈瘻の合併を指摘され、当科に紹介された
75 歳男性症例にCABG×3 およびペースメーカー埋め込み術を施行し
た。男性は自宅にて意識消失発作を生じ、当院循環器科で精査され当科紹
介された。意識消失の原因としては洞不全症候群が指摘された。冠動脈造
影では、右冠動脈、左冠動脈回旋枝から複数の肺動脈につながる fistula
が指摘された。CT angio ではそれに加え、下行大動脈、左鎖骨下動脈か
らもこの血管につながる像を得た。このような、systemic�coronary�pul-
monary fistula を合併した症例の手術報告は稀であり、これによる人工心
肺を利用した症例の報告もない。特に心筋保護液のwash out、steal の問
題に対し我々が行った工夫などを文献的考察も含め報告する。

P1-51-2 中心静脈カテーテル治療に起因したと思われ
る右房内巨大血栓摘出症例

○
く ぼ た たけひろ

窪田 武浩
NHO 函館病院 心臓血管外科

カテーテル長期留置に伴う合併症として静脈内血栓の形成、時に肺梗塞
の原因ともなることは、臨床現場で経験する。われわれは、急性膵炎にて
長期 ICU管理を要した患者に偶発的に発見された右房内の巨大血腫を除
去した。血腫摘出に先んじて精査された結果左冠動脈に 99％の狭窄所見
も指摘された。当科にてCABG×1、右房内腫瘤摘出を人工心肺使用、心
停止下に施行した。腫瘤は全周心内膜に覆われ右房前面と IVCのわき（お
そらくEustacian valve の存在した場所）に固着しており、右心房組織ご
と摘出した。その後 LITA�LAD吻合した。術後経過は極めて順調であっ
た。文献的考察を含め報告する

P1-51-3 敗血症を併発した感染性腹部大動脈瘤に対し、
EVAR施行後に2期的に根治術を施行した1
例

○
さ と う ともあき

佐藤 友昭、日置 巌雄、森本 保
NHO 三重中央医療センター 心臓血管外科

症例は 69 歳、男性。頸髄損傷にて近医にてリハビリ入院中であった。発
熱・CRP高値が続くためCT施行、10cm大の腹部大動脈瘤および左水腎
症がみられたため当院に搬送された。来院後、水腎症に対し尿管カテを挿
入したところ膿尿であった。血液培養および尿培養からE.coli が検出さ
れた。腎盂腎炎からの敗血症と考えられた。抗生剤等投与にてまず感染の
制御を行うこととした。6日後の CTにて腹部大動脈瘤の急速な増大・周
囲への血腫形成をみとめ、感染性腹部大動脈瘤と診断した。緊急開腹術が
必要と考えられたが、全身状態不良のため、翌日EVARを施行した。そ
の後敗血症状態からは離脱できた。しかし微熱が続き、CTにてステント
グラフト周囲に膿瘍腔を形成していた。EVAR後 64 日目、CTガイド下
ドレナージ、洗浄をおこなった。全身状態は安定していたが、排液培養に
てMRSAに菌交代がみられた。保存的治療の限界と考え、EVARから 4.5
カ月後に開腹手術を施行した。【手術所見】まず右腋窩―両大腿動脈バイ
パスを置いたのち、腹部正中にて開腹した。瘤周囲には肥厚が強くみられ
た。左右腎動脈すぐ末梢および両側腸骨動脈をクランプののち瘤部を切
開したところ、膿汁の流出がみられた。ステントグラフトを除去したのち
断端を閉鎖、瘤および周囲を郭清、洗浄した。大動脈断端には大網を被覆
しておいた。【術後経過】感染は著明に改善傾向を示した。術後抗生剤は
経静脈的にほぼ 1カ月投与した。感染の再燃なく経過、術後 2カ月後に紹
介医のもとに転院した。

P1-51-4 左房内に認めた悪性中皮腫の一例

○
た な か け い こ

田中 景子1、本間 恒章1、武藤 晴達1、小松 博史1、寺西 純一1、
井上 仁喜1,2、松野 吉宏4、井上 望3、國重 英之3、森本 清貴3、
川崎 正和3、石橋 義光3

NHO 北海道医療センター 循環器内科1、
NHO 北海道がんセンター 循環器内科2、
NHO 北海道医療センター 心臓血管外科3、北海道大学病院 病理部4

症例は 70 歳代女性。アスベスト吸入歴なし。2010 年 11 月に甲状腺乳頭癌
のため甲状腺右葉峡切除術と右頸部・気管傍・気管前郭清術、右反回神
経合併切除術を施行されていた。2013 年 8 月に、右胸膜播種を認め放射線
照射 30Gy�10fr を施行、2014 年 1 月には胸骨・傍胸骨転移を認め放射線
照射 36Gr�12fr を追加施行された。同時期に左心房内腫瘍も確認され、同
年 3月に CTで腫瘍の増大を認めたため、精査加療目的に当院心臓血管
外科へ入院となった。経食道心エコー図で腫瘍は右上肺静脈から右下肺
静脈および一次中隔近傍にまたがる左房後壁に 10�20mm程の厚さで拡
がり、そこから左房内に茎を介して数珠状に連なった二つの腫瘤を呈し
ていた（10×8mmと 8×9mm）。短期間で急速に増大した腫瘤であり、診
断と治療のため開心による腫瘍切除術を施行した。術中所見は、壁在部分
は血栓のように見え、左房壁からの剥離は容易で可及的に切除しえた。病
理組織診断では、有茎性部分は線維素を主体とする組織であったが、壁在
部分は小管状ないし索状胞巣をなしており、細胞形態や免疫染色で cy-
tokeratin AE1�AE3、calretinin、D2�40、CD146 陽性、thyroglobulin、TTF�
1、WT1、CD31 陰性であることから、甲状腺癌の転移や上皮様形態をと
る血管肉腫は否定的で、悪性中皮腫と考えられた。術 2週間後の CTでは
摘除した左房後壁に径 7mmの隆起性病変が出現し、腫瘍再発と判断さ
れ、放射線治療のため前医へ転院となった。心房内病変を呈する悪性中皮
腫は極めてまれであり、若干の文献的考察を加えて報告する。
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P1-51-5 手術時期決定に苦慮した重度大動脈弁逆流を
伴う感染性心内膜炎の一例

○
た ば た ふみまさ

田畑 文昌、田口 修一、中山 久美子、四方 達郎、山田 理仁
NHO 水戸医療センター 循環器内科

感染性心内膜（IE）は適切な診断、治療がなされないと多くの合併症を伴
う疾患である。治療の基本は適切な抗生剤を 4～6週間続け感染コント
ロール後に手術を行う。しかしコントロール困難な心不全、巨大疣贅等で
緊急手術が必要となることがある。症例は 66 歳女性。2週間ほど前からの
体動時息切れを主訴に近医を受診。心不全と診断され加療受けるも症状
改善しないため当院を受診した。来院時体温は 37.2℃と微熱が続いてい
る状態だった。血圧は 110�48mmHg。胸部レントゲンで右側胸水貯留を
認めた。心エコーでは大動脈弁無冠尖に疣贅を疑わせる異常構造物を認
め、重度の大動脈弁逆流（AR）を伴っていた。（LVDd53mm，LVDs37
mm，EF71％）入院時に行った血液培養検査が陽性であることから IE
と診断し抗生剤加療を開始した。投与 3日後には解熱を得られた。しかし
徐々に心不全が悪化。入院 6日目には人工呼吸器治療を要した。当初から
早期外科手術は考慮していたが、現行の抗生剤が起因菌に対して感受性
があることから可能な限り内科的治療を行い、かつ至適時期に外科手術
を行う方針とした。結果 11 日後に手術を行った。無、左冠尖の組織は破
壊されていた。弁輪に盲端となっている小孔を 2か所認めたため、その部
分は自己心膜で補強し生体弁置換施行した。術直後から血行動態は改善
し、4病日に抜管できリハビリを開始している。本例は感染に対し抗生剤
治療は有効であったが、弁破壊で生じたAR、心不全に対しての内科的治
療には限界があった。一方で外科側は感染がコントロールされた状態で
の手術が望ましく、手術時期決定に苦慮した 1例であるため報告する。

P1-51-6 心停止した破裂性腹部大動脈瘤に対して蘇生
処置とオクルージョンカテーテルによる止血
後に緊急人工血管置換術を施行して救命した
1例

○
さんじょう たんせい

三條 丹星、片山 隆晴、笠原 啓史、真壁 由希、配島 巧成、
矢島 紀幸、松村 圭祐、宮川 貴史、穂坂 春彦、林 一郎、
鈴木 雅裕

NHO 埼玉病院 循環器内科

【はじめに】近年、破裂性腹部大動脈瘤に対する血管内治療の進歩は著し
いが、開腹人工血管置換術を可及的速やかに行うことが一般的である。し
かしながら、特に血行動態が破綻した症例での治療成績は十分ではない。
今回、心停止した破裂性腹部大動脈瘤に対して蘇生処置と併行して大動
脈内にオクルージョンカテーテルを留置して血行動態を維持し、その後
に緊急開腹手術を施行して救命可能であった 1症例を経験したので報告
する。【症例】80 歳男性。自宅トイレ内でめまい・頭痛・腹痛を自覚した
ため当院へ救急搬送となった。造影CT所見から腎動脈に近接する腹部
大動脈瘤の後腹膜腔への sealed rupture と診断した。その直後に意識消
失して心停止きたしたため、胸骨圧迫・気管内挿管による心肺蘇生を開
始し、速やかに自己心拍再開が得られた。ショック予防のため緊急手術の
準備中に、血管造影室でオクルージョンカテーテル留置を施行した。血管
造影室に搬送後、再び心停止したため蘇生処置を継続しながら、透視下に
右上腕動脈から下行大動脈内にオクルージョンカテーテルを進め、破裂
瘤の中枢側で拡張して止血を図った。直後より自己心拍再開が得られ、循
環が維持された。続けて緊急開腹人工血管置換術を施行した。第 20 病日
に合併症なく独歩退院となった。【結語】破裂性腹部大動脈瘤の治療にお
いて、血行動態を維持しつつ、速やかに開腹止血に移行することが最重要
である。緊急手術に先立って、速やかかつ低侵襲に大動脈内にオクルー
ジョンカテーテルを留置することで血行動態改善を図ることは、きわめ
て有効な治療戦略であると考えた。

P1-52-1 植込み型ループレコーダーを移植した当院9
症例の報告

○
ひ ら の つかさ

平野 司、加藤 瑞希、佐藤 実、大津 圭介、菊池 麻美、
本間 恒章、明上 卓也、武藤 晴達、小松 博史、金子 壮朗、
藤田 雅章、井上 仁喜、寺西 純一、竹中 孝

NHO 北海道医療センター 循環器内科

植込み型ループレコーダー（ILR）は原因不明の失神患者の診断目的に用
いられる。有症状時に外部ボタンを押すことで発作時の体表心電図を記
録し、また不整脈を自動検出・記録する機能を持つ。当院では 2009 年 9
月 16 日から 2014 年 5 月 18 日までの間 9症例の一過性意識消失の患者
に ILR植込みを行っている。6症例に植込み後に明らかな意識消失発作
の再発があり、診断に至った。ILR植込みから診断までの期間は平均 40
日であった。一方診断未確定の 3症例では全例で植込み後に明確な意識
消失の再発はなく、平均フォローアップ期間は 2014 年 5 月 18 日現在で
647.7 日であった。診断確定症例では 2症例が徐脈性不整脈、4症例が癲癇
発作であった。徐脈性不整脈症例は ILRの心電図記録から診断が得られ
た。癲癇症例では発作時の痙攣様式や、ILRの記録上不整脈の除外から診
断された例もあるが、ILRに記録された筋電図から診断に至った症例も
あった。

P1-52-2 右室ペーシングにおける心不全の発症：胸郭
インピーダンスによる心不全モニタリングの
意義及びサイトカインによる発症機転の考察

○
あ じ ろ よういち

網代 洋一
NHO 横浜医療センター 循環器内科

【背景】右室ペーシングによる新規心不全発症を経験するが、その管理や
病態については不明な点が多い。近年、胸郭インピーダンス持続測定によ
る心不全モニタリング機能（OptiVol）が利用可能となった。【目的】心不
全早期発見におけるOptiVol の意義、およびサイトカインによる発症機
転の考察【方法】神奈川県下 4施設で 2010 年 5 月～2011 年 4 月に Opti-
Vol 機能付きデバイスの埋込術を施行した 39 症例を対象とした。3か月
毎にペースメーカー記録・BNP測定を行った。同意症例（n＝11）で、術
後 3か月・12 か月にサイトカイン測定を追加した。心不全イベント、収集
データについて、高頻度右室心尖部ペーシング（RV＞40％）群、高頻度
右室中隔ペーシング（RV＞40％）群、低頻度右室ペーシング（RV＜40％）
群で比較検討した。【結果】1．心不全イベントは 3例認め、すべてRVa＞
40％群であった。BNPは術後 3か月で低下、以後はRVa＞40％群で有意
に上昇、RVs＞40％群・RV＜40％群では有意上昇は認めなかった。 2．
OptiVol は心不全イベント発症全例で陽性、RVa＞40％群に限る事で検
査精度が向上した。3．3か月時と 12 か月時のサイトカイン値を比較する
と、CoQ10 の有意低下、MMP3 の有意上昇、及びTGFβ1 の上昇傾向を認
めた。3群間の比較で、尿 8OHdG、TGFβ1 が RVa＞40％群のみで増加傾
向を示し、RV＜40％群もしくはRVs＞40％群との間に有意差または有
意差傾向を認めた。【結語】OptiVol は、特に高リスク群（RVa＞40％群）
への囲い込みにより、心不全早期発見に有用である可能性が示唆された。
病態として、酸化ストレスおよび線維化を介した病態生理が示唆された。
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P1-52-3 不適切作動後、短期間に適切作動を経験した
ICD患者の一例

○
さいとう あきひろ

齋藤 章宏、柳沢 三朗、菅野 幸太、小林 紘生、岩瀬 晴香、
静 毅人、福田 延昭、広井 知歳

NHO 高崎総合医療センター 循環器内科

【症例】78 歳男性。洞不全症候群、陳旧性心筋梗塞（冠動脈バイパス術）、
うっ血性心不全、腎障害、発作性心房細動の既往あり、意識消失を伴わな
い心室頻拍（VT）を契機に 2011 年秋に他院でMedtronic 社製 ICD埋込
みを試行。心機能低下も認めたが dyssynchrony を認めず、虚血心でCRT
（心臓再同期療法）の non�responder の可能性が高く、腎障害で冠静脈造
影が困難で ICDが選択された。当時の電気整理検査でも 130�分の単型性
心室頻拍が誘発され、120�分から治療域に設定されていた。内服、その他
コンプライアンスは、良好。その後、適切作動・不適切作動ともに経験せ
ずに経過していた。2014.4 月 x日、当院外来待合い中、これまで感じたこ
とのないショックを自覚、ICDチェックすると心房細動で心拍数がVT
zone にかかり、不適切作動を起こしたものであった。VTの治療域設定を
130�分まで引き上げたが、その翌日も心房細動で不適切作動あり、治療域
を 150�分に引き上げた。その後、落ち着いていたが、5月中旬某夜、意識
混濁し、ショックと思われる状態が連続して 2回家族に確認され、救急外
来受診。本人も不適切作動を心配していたが、意識混濁の時点でHR170
以上のVTで、5J のカルディバージョンが奏功せず加速し、心室細動域に
達し 35J で除細動がかかった適切作動であった。【考察】不適切作動を含
めたショックをさけることは、予後、QOLの面で重要である。さらに道
路交通法の改正もあり、不適切な抗頻拍ペーシングもさけたいが、設定変
更に考慮すべき一例として報告する。

P1-52-4 標準12誘導心電図においても心室遅延電位
を認めた陳旧性心筋梗塞に伴う心室頻拍症の
1例

○
き た の かつのり

北野 克宣、阪上 学、長井 英夫、佐伯 隆広、加藤 千恵子、
近田 明男、五天 千明

NHO 金沢医療センター 循環器内科

症例は 63 歳男性。平成 26 年 4 月にふらつきを主訴に救急外来を受診。心
拍数 217�分の心室頻拍（VT）を認め、脈拍触知不良にて電気的除細動を
行った。洞調律復帰時の下壁誘導のQRS後半部分に陽性ノッチを認め、
加算平均心電図で心室遅延電位陽性であった。VTの原因としてMRI や
核医学検査から陳旧性心筋梗塞を疑い冠動脈造影を施行、左回旋枝 seg-
ment 13 に 90％狭窄を認めた。その灌流域に一致してCARTO system
によるmapping で広範な低電位領域を認め、同領域内の遅延電位記録部
位を焼灼した。直後より下壁誘導の陽性ノッチも消失した。その後血行再
建と ICDの植え込みを行い、アミオダロン内服併用にてVTは再発して
いない。

P1-52-5 慢性血栓塞栓性肺高血圧症における balloon
pulmonary angioplasty（BPA）後の肺障害
は再灌流領域を拡大しても増加しない

○
ふ じ い し ん や

藤井 真也1、有原 正泰1、田淵 勲1、上枝 弘雄1、幡中 邦彦1、
重歳 正尚1、宮地 晃平1、宗政 充1、小川 愛子2、松原 広己2

NHO 岡山医療センター 循環器内科1、NHO 岡山医療センター 臨床研究部2

【背景】慢性血栓塞栓性肺高血圧に対するBPAの課題は、術後の「肺障害」
を根絶しつつ、1回の治療により最大の治療効果を得ることにある。我々
は病変タイプと肺動脈圧に応じてバルーンサイズを減じ（integrated bal-
loon sizing ; IBS）、血管障害を回避することによって術後肺障害を抑制す
ることに成功した。当初、術後肺障害は再灌流そのものにより起こると考
え治療範囲を 2区域までに制限してきたが、血管障害回避で術後肺障害
が抑制できるなら治療範囲の制限は不要と考えられる。【目的】IBS 導入
により血管障害を回避することで、治療範囲を制限せずに治療しても肺
障害は増加しないことを証明する。【方法】初回BPAにおいて、1次エン
ドポイントを平均肺動脈圧の低下、2次エンドポイントを肺障害として、
治療範囲を制限していた IBS 導入前（IBS－群 N＝126）・後（IBS＋群
N＝75）と治療範囲制限を廃止した IBS 導入後（IBS＋aggressive 群 N＝
21）の 3群間で比較・検討した。【結果】治療区域枝数はそれぞれ 2�2�4
（中央値）、治療血管数は 2�3�8（中央値）であった（以下、IBS－群�IBS
＋群�IBS＋aggressive 群）。術後平均肺動脈圧の降下は�4.9±8.7��2.5±
8.4��9.6±7.9mmHg、胸部単純X線写真での陰影は 24％�16％�5％、酸素
投与下での SpO2 の 95％以下への低下は 57％�22％�5％、人工呼吸器の
装着率は 9％�0％�0％、経皮的心肺補助装置の装着率は 3％�0％�0％で
あった。IBS 下であれば治療範囲拡大しても合併症を増加させずに治療
効果を得ることができていた。【結論】血管障害を抑制できればBPA後の
肺障害は治療範囲を拡大しても増加しないため、単回の治療による効果
を最大にするためには、極力広範囲を治療すべきである。

P1-52-6 大動脈と肺動脈にSarcoid 様肉芽腫が認めら
れた大動脈弁輪拡張症の1例

○
は ま だ ゆ う き

濱田 由紀1,2、古舘 晃3、力武 一久3、室屋 隆浩2、内藤 愼二4、
河部 庸次郎5

NHO 嬉野医療センター 教育研修部1、NHO 嬉野医療センター 循環器内科2、
NHO 嬉野医療センター 心臓血管外科3、
NHO 嬉野医療センター 病理診断科4、
NHO 嬉野医療センター リウマチ内科5

【はじめに】Sarcoidosis は原因不明の全身性疾患で、非乾酪性肉芽腫性病
変の形成を特徴とする。肉芽腫性病変は主に、肺やリンパ節に認められ、
心臓に発生するものは全体の 5％程度で大動脈など大血管に認められる
ものは更に少ない。今回、大動脈と肺動脈に Sarcoid 様肉芽腫性病変を認
めた大動脈弁輪拡張症の稀な 1例を経験したので、文献的考察を加えて
報告する。
【症例】69 歳、女性。2009 年頃より大動脈閉鎖不全症及び心不全を指摘さ
れていた。2012 年 2 月に心不全症状を自覚し近医を受診。胸部X線にて、
肺うっ血が認められたために、精査目的にて当院循環器内科紹介入院と
なった。大動脈造影にて、4度大動脈閉鎖不全症と著明な大動脈弁輪拡張
症が認められ、CTにて肺動脈の拡張も認められたために、手術目的にて
心臓血管外科へ転科となった。Bentall 手術及び肺動脈縫縮術が施行され
たが、摘出された外科病理標本には、大動脈及び肺動脈の中膜平滑筋に一
致して帯状に巨細胞性肉芽腫が観察された。
【考察】Sarcoidosis に認められる vasculitis の原因には免疫異常の関与が
指摘されており、稀であるがTakayasu’s arteritis との合併が報告されて
いる。本例は、大動脈閉鎖不全症、大動脈弁輪拡張症を臨床的背景として、
組織学的に大動脈と肺動脈に sarcoid 様肉芽腫性病変が認められた。
Takayasu’s arteritis との関連は明らかでないが、これらの稀な報告例と
一致する可能性が考えられた。
【結語】大血管に Sarcoid 様肉芽腫性病変が認められた大動脈弁輪拡張症
の稀な 1例を報告した。
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P1-52-7 左室収縮性が末期まで保持され、心不全死した
肥大心の1剖検例

○
ま つ だ ち ひ ろ

松田 千尋1、小池 隆夫2、中村 秀志2、藤原 仁2、下村 壮司3、
立山 義朗4

NHO 広島西医療センター 臨床研修医1、
NHO 広島西医療センター 循環器科2、NHO 広島西医療センター 内科3、
NHO 広島西医療センター 病理部4

【症例】75 歳男性【主訴】労作時息切れ【既往歴】30 歳代で高血圧。40
歳代で B型急性肝炎【病歴】20XX年 4月腰痛あり、7月多発性骨髄腫
（BJP�λ型、MAFシグナル消失、ステージ 3B）の診断でMP療法開始。
20XX＋1年 4 月全身浮腫および骨髄腫増悪認め、デカドロンパルス併用
サリドマイド療法開始。5月胸水貯留持続し、在宅酸素導入。9月ブラン
ハメラ肺炎で入院加療。骨髄腫に対する治療効果少なく、10 月からベルケ
イド療法開始。その後外来経過観察していたが、20XX＋2年 3 月 5 日労作
時息切れ強く入院となった。【経過】入院後の心エコー検査で全周性の左
室肥大（中隔壁厚：2mm、後壁厚：20mm、EF : 74％）を認めたが、左室
収縮性は保持されていた。また granular sparkling echo を認め、心アミロ
イドーシスが疑われた。左室流入血流速波形から拘束性障害の存在が考
えられた。左室拡張能の改善目的に β遮断薬の少量投与を行うも、反応は
なかった。また低拍出状態のため補液をしながら、カテコラミン、利尿剤
の投与を行ったが、無尿となり、胸水は急速に増加した。入院 7日目早朝、
永眠された。剖検にて心アミロイドーシスと確診がなされた。【考察】心
アミロイドーシスでは胸水、心嚢水の貯留はしばしば認められるが、肺
うっ血の合併は稀とされる。本例においても末期まで肺うっ血を生じる
ことなく経過した。左室収縮性は保たれたままであったが、拡張障害を認
め、低拍出症候群を呈した。肥大心では拡張機能が重要な予後規定因子で
あることを示す貴重な症例であった。

P1-53-1 当院で経験したサイトメガロウイルス肝炎の
2症例

○
こ う だ まさはる

香田 正晴1、藤井 政至1、上田 直樹1、松永 佳子1、山本 哲夫1、
但馬 史人2

NHO 米子医療センター 消化器内科1、
NHO 米子医療センター 血液腫瘍内科2

【症例 1】19 歳、男性【主訴】発熱，咳嗽【経過】咳嗽のため他病院受診
し、肝機能障害及び異形リンパ球増多を認め、当院血液腫瘍内科に紹介入
院。マイコプラズマ IgM抗体は 320 倍であり、AST561IU�L，ALT631
IU�L と肝機能障害を認めていた。その後AST1266IU�L，ALT548IU�L
と著明な上昇を認めた後、急速な改善を得た。肝炎ウイルスマーカーは陰
性で、EBVは感染既往パターンであり、CMVIgM陽性であった。以上よ
り高度の肝機能障害の原因として、マイコプラズマとCMVの重感染が
疑われた。【症例 2】34 歳、男性【主訴】発熱【経過】38 度台の発熱を認
め近医受診し、加療を受けるも発熱は持続し、肝機能異常を指摘され当科
に紹介。血液検査ではWBC 8.0×103�μL（Neutro 30.7％，Lympho
56.1％），AST128IU�L，T.Bil 0.6mg�dL，ALT148IU�L，ALP 1083IU�L，
LDH449IU�L であり、腹部CT検査で、肝腫大、脾腫を認めるも胆道系拡
張は認めなかった。HIV抗体は陰性で、EBVは既感染パターンを示す一
方で、CMV IgM 4.88（0.8 未満）、CMV IgG 4.9（2.0 未満）で、サイトメ
ガロウイルス pp65 抗原 C10，C11 が陽性を示しサイトメガロウイルスの
感染を確認した。以上からCMV肝炎と診断した。【考察】本邦の場合は
成人の多くが、CMV抗体を有していることから感染した場合でも不顕性
感染が殆どであるとされている。一方で、近年CMV肝炎の報告例は増加
しつつあり、この原因として近年の成人CMV抗体保有率の低下が指摘
されている。今後、本症例のように健常成人の肝炎の鑑別としてCMV
肝炎も考慮されるため、若干の文献的考察を加えて報告する。

P1-53-2 polycystic disease に併発した出血性巨大肝
嚢胞に対して動脈塞栓術併用硬化療法が奏功
した1例

○
こ や ま か つ き

小山 克樹1、菅野 聡1、川野 壽宙1、入江 員行1、徳永 周子1、
松本 雄太1、入江 文1、下田 拓也1、玉眞 俊平1、中村 陽子1、
安達 献1、平川 耕大2、田口 智香子2、大森 智子2、瀧川 政和2、
北野 雅史2

NHO 相模原病院 消化器内科1、NHO 相模原病院 放射線科2

【症例】79 歳 女性【主訴】心窩部痛【既往歴】閉塞性動脈硬化症，逆流
性食道炎，高血圧【現病歴】多発性腎嚢胞，多発性肝嚢胞，慢性腎不全で
経過観察されていた．平成 24 年 5 月初旬発熱し当院受診．単純CTにて
化膿性肝嚢胞と診断され入院，抗生剤投与で治癒退院した．同年 8月初旬
に心窩部痛出現し精査加療目的で入院．【現症】体温 37.4℃ 血圧 138�85
mmHg 脈拍 75�分 心窩部に手拳大の膨隆，圧痛を認める．反跳痛や腹
膜刺激徴候は認めない．【検査所見】血液検査で炎症所見，肝腎機能障害
を認めた．単純CTにて嚢胞が肝臓、腎臓に多発し、やや高吸収を示す嚢
胞は嚢胞内出血や嚢胞感染を疑った．単純MRI では T2WI で嚢胞内に高
信号と低信号の fluid�fluid�level を認め，T1WI で内部が高信号であり内
側区域と外側区域の肝嚢胞は嚢胞内出血によって増大したと思われた．
【臨床経過】心窩部痛の原因は嚢胞内出血による症候性肝嚢胞と診断し，
動脈塞栓術併用硬化療法を実施した．肝実質がほとんど存在しない左葉
外側区域の巨大肝嚢胞に対し動脈塞栓術を施行し，2日後に内側域と外側
域の巨大肝嚢胞にCTガイド下で穿刺吸引・硬化療法を施行した．術後
心窩部痛と同部位の膨隆は改善しCTで両嚢胞の縮小を確認．6か月後の
MRI では動脈塞栓術を併用した外側域の巨大肝嚢胞と周囲の嚢胞の縮小
が顕著であった．【考察】一般に症候性肝嚢胞は手術療法も検討されるが
本症例は polycystic disease，腎不全のため経皮的療法を選択した．さらに
polycystic liver disease は硬化療法単独では十分な縮小を得られず再発
率も高いため，肝実質の分布によっては肝動脈塞栓術の併用が効果的と
思われた．

P1-53-3 長期にわたる定期的な腹水穿刺と濃縮還流に
て腹水コントロールされたアルコール性肝硬
変の1例

○
とくなが まもる

徳長 鎮、明杖 直樹、西村 光司、大黒 晶子、田村 玲、
石田 琢人、菰田 弘、伊藤 健治、阿部 朝美、金田 暁、
後藤 茂正、斉藤 正明、杉浦 信之

NHO 千葉医療センター 内科

肝硬変の合併症である腹水は初期は利尿剤にてコントロール可能となる
が、難治性となると腎不全も併発し治療が困難となる。今回 4年間の長期
にわたって週 1回の腹水穿刺と 2週に 1回の濃縮還流を施行し、腹水穿
刺を回避できた 1例を経験したので報告する。【症例】症例は 45 歳男性。
XX�6 年にアルコール性肝炎で循環器内科より紹介され、XX�2 年に食道
静脈瘤破裂で入院、XX�1 年より腹水出現し利尿剤開始となり、3ヶ月後
に再吐血し、XX年に再々吐血で入院後より頻回の腹水穿刺が必要となっ
た。退院を強く希望したため、XX年 5月より週 1回の腹水穿刺施行し、
2週に 1回濃縮還流を行った。以後XX＋4年まで週 1回の腹水穿刺を継
続した。XX年腹水増悪時のT�Bil は 11.3 であり、腎機能はXX＋1年に
は BUN53.8、Crea1.97 まで低下したが、XX＋4年にそれぞれ正常化した。
またXX年からXX＋4年の間に腸間膜静脈からの大出血で緊急手術、急
性胆嚢炎、肝性脳症など多くの合併症を併発している。XX＋4年になり腹
水減少傾向となり、5月では 2ヶ月間腹水穿刺を回避した状態となった。
【考察と結語】難治性腹水の治療として経頸静脈的肝内門脈肝静脈シャン
ト形成術や腹腔－静脈シャントがあげられるがいずれも合併症などで長
期予後の期待が低い。本例では細菌性心内膜炎を併発、肝臓の萎縮も強い
ことや退院を強く希望したことが週 1回の腹水穿刺治療の選択理由で
あった。若年で食欲低下がなかったことや、週 1回の診察で生活状況を
チェックできたことが肝不全傾向の改善が得られた理由のひとつと考え
られた。定期的腹水穿刺で肝腎機能の悪化や食欲低下など全身状態の悪
化がなければ、難治性腹水治療の選択肢のひとつとして考えられた。
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P1-53-4 当院での肝硬変における難治性腹水によるト
ルバプタン使用例での有効性と安全性につい
ての検討

○
いちかわ りょう

市川 亮、杉 和弘、中田 成紀、尾上 公浩、石井 将太郎、
本原 利彦、持永 崇穂、松野 健司、柚留木 秀人

NHO 熊本医療センター 消化器内科

背景：非代償性肝硬変による胸腹水・浮腫に対する治療として、塩分制
限・水分制限・BCAA製剤内服などの食事療法やループ利尿薬・カリウ
ム保持性利尿薬といった薬物療法などがある。しかし、これらの治療でコ
ントロールが困難な難治性腹水に対する治療については、腹水穿刺・ア
ルブミン補充・経頸静脈的肝内門脈体循環シャント術（TIPS）・腹腔�静
脈シャント術（PVS）・腹水濾過濃縮再静注法（CART）といった治療法
があるが、治療適応があることや侵襲性や腹水が再貯留しやすいことな
どの問題点がある。肝硬変に対する新規利尿薬として 2013 年 12 月から
トルバプタンが臨床の場で使用可能となり、通常の利尿薬治療で効果不
十分な胸腹水や浮腫を改善する治療として期待されている。今回、2013
年 12 月から 2014 年 4 月にかけて当院での肝硬変による難治性腹水に対
するトルバプタンを使用した 16 例について、年齢・性別・背景肝・child
pugh score などで分類し、胸腹水貯留や四肢浮腫に対する改善効果を腹
囲・尿量・体重・CTでの比較し、また高Na血症や脱水などの副作用な
どの有無といった安全性について検討したため報告する。

P1-53-5 仮性膵動脈瘤破裂により胃に穿破した血性膵
仮性嚢胞の一例

○
の ざ き な つ こ

野崎 夏子1、森崎 智仁2、澤瀬 寛典2、堂込 明子2、行元 崇浩2、
小平 俊一2、今村 祥子2、白石 良介2、有尾 啓介2、綱田 誠司2、
内藤 愼二1、河部 庸次郎3

NHO 嬉野医療センター 教育研修部1、
NHO 嬉野医療センター 消化器内科2、NHO 嬉野医療センター 内科3

【背景】急性・慢性膵炎に伴う膵仮性嚢胞の合併症に仮性動脈瘤破裂によ
る膵仮性嚢胞内出血がある。まれに消化管に穿破するが、内視鏡的止血術
が不可能な消化管出血の一つであり、止血術の選択を誤ると致死的とな
る。今回、胃に穿破した仮性動脈瘤破裂を伴う膵仮性嚢胞内出血に対し、
造影CT後、迅速に動脈塞栓術（TAE）により止血、救命しえた一例を報
告する。
【症例】54 歳男性。大酒家でアルコール性慢性膵炎を指摘されていたが、
放置していた。201X年 3 月某日、突然の大量吐血と意識レベル n低下に
より、ドクターヘリにて当院へ緊急搬送された。血圧は 54�32mmHgと著
しく低下し、Hbは 4.9g�dl と強い貧血を認められたため、緊急上部消化管
内視鏡検査を施行した。体上部後壁に胃外からの圧排と思われる巨大隆
起があり、頂部の粘膜欠損部より出血を認めた。膵仮性嚢胞内出血や大動
脈瘤穿破の可能性があり、内視鏡的止血術は困難と判断した。造影CT
検査にて、膵尾部に胃内に穿破した仮性動脈瘤破裂を伴う膵仮性嚢胞内
出血を認めた。続けてポンピングによる輸血を行いつつ腹部血管造影を
施行、原因血管は脾動脈の仮性動脈瘤でヒストアクリルによるTAEにて
止血しえた。TAE後は脾梗塞による腹痛と発熱を認めたが、膿瘍形成な
く全身状態は安定し、第 43 病日に退院となった。術後 1か月後の CT
検査にて膵仮性嚢胞はほぼ消失していた。
【考察・まとめ】仮性動脈瘤破裂に伴う膵仮性嚢胞内出血では内視鏡的止
血は不可能であり、速やかにTAEを行う必要がある。上部消化管出血症
例は循環動態を管理しつつ、極力造影CT検査を行い、適切な止血法を選
択する必要がある。

P1-53-6 膵癌と多発脳梗塞を合併した2症例

○
わ だ としあき

和田 敏明1、市川 亮1、持永 崇恵1、柚留木 秀人1、松野 健司1、
本原 利彦1、石井 将太郎1、尾上 公浩1、中田 成紀1、杉 和洋1、
幸崎 弥之助2、田北 智裕2

NHO 熊本医療センター 消化器内科1、NHO 熊本医療センター 神経内科2

【症例 1】65 歳男性。背部痛を主訴に近医を受診され、画像にて膵体部癌
および転移性肝腫瘍を疑う所見を認め当院紹介受診、加療目的に入院と
した。入院 5日目に化学療法（ゲムシタビン塩酸塩）を開始。入院 10
日目の朝に意識レベルが低下し、頭部CTおよびMRI より左中大脳動脈
閉塞と両側に多発脳梗塞の所見を認めた。採血上凝固能亢進を認め、Hol-
ter 心電図で約 10 秒間の心房粗動はあるものの心エコーでは心内血栓は
認めなかった。以上よりTrousseau 症候群の可能性が考えられた。ただ血
小板値も著明低値であったため出血のリスクを鑑みて抗凝固療法は行わ
ず、また全身状態から化学療法も中止。療養・緩和ケア目的で入院 8週目
に転院となった。【症例 2】92 歳女性。左上肢の痺れを主訴に救急要請さ
れ当院へ搬送となった。頭部MRI にて多発性に陳旧混在する脳梗塞所見
を認め、梗塞範囲も単一血管支配領域ではなく、採血上も凝固能亢進を認
めたこと、心エコーで心内血栓が認めなかったことからTrousseau 症候
群が疑われた。悪性腫瘍検索目的に施行した胸腹部造影CTにて膵体部
癌、転移性肝腫瘍の所見を認めた。脳梗塞に対してヘパリンによる抗凝固
療法を行った。膵癌に対しては年齢・全身状態から化学療法は行わず経
過観察の方針とした。療養目的に入院 5週目に転院となった。【考察】凝
固能亢進を伴う多発脳梗塞ではTrousseau 症候群を鑑別に挙げる必要が
あり悪性腫瘍の検索が重要であると考えられた。また逆に悪性腫瘍の治
療経過中には採血にて凝固能測定を適宜行い、神経学的異常所見の発現
に留意する必要があると考えられた。【結語】膵癌と多発性脳梗塞を合併
した 2症例を経験したので、文献考察を含めて報告する。

P1-54-1 自然退縮後2年経過した再発胃がん（肝転移、
腸腰筋転移、腹部リンパ節転移）の一例

○
こばやし ごう

小林 剛、小屋 紘子、高橋 有我
NHO 西群馬病院 緩和ケア科

【はじめに】悪性腫瘍の自然退縮は、いくつかのがん種でしばしば指摘さ
れているが、胃がんの自然退縮は極めてまれである。今回、我々は、緩和
ケア病棟において自然退縮した再発胃がんの症例を経験したので報告す
る。【症例】80 歳代女性。2011 年 5 月胃がんに対して、幽門側胃切除術を
施行。術後 TS�1 を内服していた。2012 年 6 月 CEAは 28.2ng�ml に増加。
CTにて肝転移、左腸腰筋転移、腹部リンパ節転移を認め、6月 1日がん
疼痛を主訴に緩和ケア病棟に入院した。MSコンチン 20mg�日でがん疼
痛は消失したが、6月 30 日より辻褄の合わない言動や不穏行動、見当識障
害が出現。脱水と腎機能障害を認め、フェントステープ 1mg�日にオピオ
イドの変更を行いせん妄は改善し退院。8月 6日レスパイト・ケアを目的
に再入院したが、がんに伴う症状を認めなかったため、9月 6日 CTを施
行。転移巣の消失を認め、CEAは 4.9ng�ml に改善していた。PETでは、
腹部リンパ節転移に軽度の集積（SUV2.9）を認めるだけであった。この間、
漢方薬の内服や補完代替医療などは行っていない。その後、オピオイドを
中止し、9月 21 日退院した。現在まで再発なく緩和ケア外来に通院してい
る。【考察】悪性腫瘍の自然退縮の原因は、ほとんどが不明確である。今
回の症例においてもその理由は見つけられなかったが、非常にまれな症
例であるため報告する。自然退縮後約 2年経過したが、患者は再発の兆候
なく生存中である。
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P1-54-2 胃がん術後補助化学療法におけるS�1投与継
続性に関する検討

○
なかじま さ や か

中嶌 明香、野村 久祥、斉藤 真一郎
国立がん研究センター東病院 薬剤部

【はじめに】本邦で行われたAdjuvant Chemotherapy trial of S�1 for Gas-
tric Cancer（ACTS�GC）の結果をうけ、S�1 単剤療法が胃がん術後補助
療法の標準治療となっている。また、総投与期間が長く、服薬コンプライ
アンスが計画投与量の 70％以上投与された症例で生存率が優れている
と示唆されている。しかし、実臨床では、有害事象などにより 12 ヶ月間
服用できない患者や途中で減量する患者が多く散見されている。特に、2
コース目開始前に脱落する患者が多く見られている。早期脱落に影響す
る因子を明らかとすることで治療完遂に寄与できると考え、後方視的調
査を行った。【方法】2012 年 1 月から 2012 年 12 月の 1年間に当院におい
て胃がん術後化学療法を開始した患者を対象とし、後方視的調査を行っ
た。1年間内服継続した患者（A群）と 1コース目で中止した患者（B
群）とで両者の比較を行った。また、術後 1年内服した患者を投与量が計
画投与量の 70％以上であった患者（C群）、70％以下であった患者（D
群）に分け比較を行った。服用開始時の血液データ、予後栄養指数、栄養
状態指数、体重変化について比較した。【結果】血液データにおいて、B
群ではA群より開始時のCcr が低い患者が多かった。C群とD群には差
がなかった。予後栄養指数、栄養状態指数、体重変化において有意な差は
なかった。【考察】今回の調査において、S�1 の内服継続に影響する因子
と示せたものはなかった。今回のような後方視的な調査では、体重変化や
栄養状態の変化のモニタリングが不十分であり結果がえられなかったこ
とが考察される。今後は、S�1 の投与継続因子を探求するために前向きの
観察研究が必要であると考える。

P1-54-3 小腸GIST、肝転移、播種再発に対し切除とイ
マチニブ投与法の工夫による長期生存の1例

○
えんじょうじ あきひと

円城寺 昭人、松隈 国仁、久我 佳子、岡田 怜美、中島 弘治、
大久保 仁、山口 淳三

NHO 佐賀病院 外科

【はじめに】再発GISTの治療の原則はイマチニブ投与である。イマチニ
ブ耐性GISTに対する治療として 1．スニチニブ 2．イマチニブは継続し
ながら増悪部位のみ切除、または 3．イマチニブの増量が検討される。
GIST診療ガイドラインより（金原出版）今回小腸GIST、肝転移、播種再
発に対し切除とイマチニブ投与法の工夫による長期生存が得られた症例
を報告する。【症例】患者：71 歳、女性主訴：腹痛 現病歴：腹痛精査で
当院内科紹介。肝腫瘍指摘され、外科紹介となった。HBs�Ag（�）、HCV�
Ab（�）肝腫瘍切除施行切除標本にて c�kit（＋），CD34（＋）GIST肝転
移の診断にて精査。原発小腸GISTを切除したがすでに播種病変を認め
た。イマチニブによる治療を開始したがイマチニブ耐性病変の出現を認
め、耐性病変に対しては切除とイマチニブの副作用に対する投与困難に
対しては隔日投与を行い、病巣コントロール中である。【まとめ】再発
GISTに対してイマチニブ投与の継続とイマチニブ耐性病巣に対しては
切除を含めた集学的治療を検討する必要がある。イマチニブの長期継続
のためには隔日投与などの投与方法の工夫も必要と考える。

P1-54-4 餅による小腸イレウスの一例

○
く が け い こ

久我 佳子、大谷 正史、貞松 茉莉、荒木 智徳、門司 恵、
加藤 浩之、江島 英理、尾関 伸一郎

NHO 佐賀病院 内科

【はじめに】こんにゃくや昆布などの海藻類による食餌性イレウスは比較
的知られているが、餅によるイレウスについては認知度は高くはない。今
回、餅によるイレウスを発症した一例を経験したので報告する。【症例】
60 歳女性。既往歴は特記事項なし。糖尿病、高血圧で近医にて通院中。平
成X年 12 月 27 日、夕方 8時頃より腹部全体の間欠痛あり。下痢はなく軟
便あり。22 時嘔吐あり、12 月 28 日午前 1時当院に救急搬送された。診察
上、腹部膨満を認め、腹部全体に圧痛を認めた。腸蠕動音はやや減弱し、
腹部X線写真では小腸ガス像あり。イレウス疑いで当科入院となる。入院
時検査所見では白血球上昇（12000�μl）を認めるも、筋逸脱酵素上昇はな
く、血液ガス所見でアシドーシスを認めず。腹部CTにて右下腹部の小腸
内に均一な楕円形の high density material を認め、同部より近位小腸で
著明な拡張と液体貯留を認めた。食歴上、入院当日と前日 2日間に餅の摂
取歴あり、腹部CT所見での均一な high density という特徴から餅によ
る小腸イレウスと診断。絶食のうえ、イレウスチューブを留置、抗生剤投
与を行った。加療に伴い、入院翌日には腹痛も軽減し排便も得られた。12
月 30 日、腹部 CTにて腸管内に認められた high density は不明瞭にな
り、腸管拡張も軽快、1月 3日イレウスチューブ抜去後、経過も順調で 1
月 15 日退院となった。【まとめ】餅による食餌性イレウスの診断に際して
は、詳細な問診から餅の摂取時期を把握し、CT検査により特徴的な画像
所見を得ることが肝要である。

P1-54-5 小腸腫瘍と術前鑑別が困難であった子宮内膜
症による腸閉塞の1例

○
さ と う つばさ

佐藤 翼、円城寺 昭人、岡田 怜美、中島 弘治、大久保 仁、
山口 淳三

NHO 佐賀病院 外科

【はじめに】腸管子宮内膜症、とりわけ回腸子宮内膜症は腸閉塞で発症す
ることが多く、術前の確定診断が困難である場合が多い。今回、われわれ
は術後の病理組織学検査によって確定診断に至った回腸子宮内膜症の 1
例を経験したので報告する。【症例】47 歳女性。既往歴に子宮内膜症があ
り、半年間内分泌治療を試行している。平成X年 4月 26 日昼から上腹部
痛と嘔吐が出現。腹痛が増強し、午後 10 時頃、救急外来に救急車で緊急
搬送された。理学所見では腹膜刺激症状を認めなかった。血液生化学検査
はWBC 12200�μl Neutr 89.5％ CRP 0.69mg�dl と炎症反応を認め、腫瘍
マーカーの値もCA125 115.9U�ml と高値であった。腹部CT、消化管造影
検査では腸閉塞所見がみられ、同日イレウス管が挿入された。イレウス管
挿入後は腹痛、嘔吐は消失した。4月 29 日に外科紹介。画像所見より小腸
腫瘍、特にGIST疑いで緊急手術となった。手術所見では回腸に腫瘤病変
を認め回腸を部分切除した。術後の病理組織学検査にて切除小腸の固有
筋層と粘膜下層に異所性子宮内膜の増生を認め、回腸子宮内膜症と診断
した。術後は狭窄所見なく経過良好であり、術後 19 日後に軽快退院した。
【まとめ】術前診断が困難である性成熟期の女性の腸閉塞症例では、腸管
子宮内膜症も念頭におき婦人科疾患の既往歴、詳細な問診をとることが
必要であろう。
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P1-54-6 イレウスを発症した、回盲ヒダ裂孔ヘルニアが
強く疑われた一例

○
い か わ まさたか

井川 雅崇1、徳永 真和2、伊関 正彦2、今岡 泰博2、嶋谷 邦彦2、
福田 清貴3

NHO 広島西医療センター 臨床研修医1、NHO 広島西医療センター 外科2、
NHO 広島西医療センター 小児科3

【主訴】腹痛
【現病歴】24 歳男性。Duchenne 型筋ジストロフィにて入院加療中、腹部
手術歴はない。夜間に突然の右上腹部痛が出現。胃部膨満があったため経
鼻胃管にて減圧を行い症状は一時軽快した。
その後も症状が持続しており、血液検査では炎症反応の軽度上昇を認め
るのみであったが、腹部Xp、腹部 CT検査を行い著明な小腸拡張と二
ボーが認められ、イレウスの診断で保存的に加療を行う方針となった。
しかし徐々に胃管からの排液が増加してきたためイレウス管留置を行う
も、排液がさらに増加し保存的加療の継続困難と判断され手術の方針と
なった。
【臨床経過】発症から 7日後、原因不明のイレウスに対し開腹術を行った。
術中所見では明らかなイレウスの原因となる器質的変化は見られなかっ
たが、回腸腸間膜に炎症性の線維化と、回腸末端に約 10cmに渡る狭窄が
認められた。また回盲ヒダに欠損孔を認めたため、同部に回腸が内ヘルニ
ア嵌頓しイレウスを起こしていたが、手術時には解除されていたものと
考えられた。回盲ヒダと虫垂を予防的に切除し手術終了とした。
術後経過は良好で現在まで症状の再燃は見られていない。
【考察】内ヘルニアは外ヘルニアに比べて稀な病態であり、その多くは腸
間膜や大網に生じた欠損孔に腹腔内臓器が嵌り込むことで生じる。内ヘ
ルニアの術前診断は難しく、本症例のように腹部手術歴がなく原因が
はっきりしないイレウスにおいては内ヘルニアの可能性も念頭に置いて
診療を進める必要があると思われる。
今回原因不明のイレウスに対し外科的アプローチを行い、内ヘルニアの
中でも稀と思われる回盲ヒダ裂孔へのヘルニアが強く疑われた一例を経
験したため、文献的考察を加えて報告する。

P1-54-7 診断困難だった虫垂粘膜下腫瘍様病変の一例

○
ふじもと か ず き

藤本 和輝1、田中 道寛2、武藤 修一2、曽根 孝之2、馬場 麗2、
羽田 政平2、木村 宗士2、大原 行雄2、柴田 賢吾3、松野 吉宏4

NHO 北海道医療センター 初期臨床研修医1、
NHO 北海道医療センター 消化器内科2、NHO 北海道医療センター 外科3、
北海道大学病院 病理部4

【症例】80 歳代、男性
健康診断にて便鮮血陽性を指摘され、2ヵ月後に近医にて下部消化管内視
鏡検査（CS）を行った。その結果、回盲部に φ10mmで頂部に小潰瘍を形
成した隆起性病変をみとめた。フォローアップのために行った 20 日後の
CS再検査で病変が増大していたため、精査加療目的で当科紹介となっ
た。紹介時のCTでは虫垂に 10mm大の腫瘤構造を認めた。その後に施行
したCSでは虫垂に粘膜下腫瘍様病変を認め、頂部に粘液の詰まった開口
部がみられた。超音波内視鏡では第三層以深に横径 9.7mmの減衰傾向の
強い iso～high の混在した画像所見を呈する腫瘍病変を認めた。生検では
正常粘膜しか採取されなかったため、3ヶ月後にフォローアップのための
CT検査を行ったところ病変の増大がみられた。悪性腫瘍を否定できな
かったため相談の結果、外科的治療を選択した。切除された回盲部は虫垂
開口、虫垂末端部にそれぞれ腫瘤が触知され、これらは肉眼的、組織学的
には虫垂内腔に陥頓した便塊であった。周囲の粘膜を含めた虫垂壁は圧
排されて菲薄化していたが、特段の炎症性病変や腫瘍は認められなかっ
た。術後は経過良好で退院となった。
術前に悪性腫瘍を否定できなかった、便塊による虫垂腫瘍様病変を経験
したので報告する。

P1-54-8 CapeOX療法により病理学的完全奏効を得ら
れた高度リンパ節転移陽性横行結腸癌の一例

○
にしかわ りょうま

西川 涼馬1、久光 和則2、山本 修2、奈賀 卓司2、杉谷 篤2、
濱副 隆一2、吉田 春彦3

NHO 米子医療センター 初期臨床研修プログラム1、
NHO 米子医療センター 外科2、NHO 米子医療センター 病理部3

70 歳代女性。当院内科通院中に施行されたCTで横行結腸壁肥厚を指摘
された。精査で上腸間膜静脈を圧排する高度リンパ節転移を伴う横行結
腸癌と診断された。術前化学療法としてCapeOX療法を施行した。2コー
ス施行後の評価で原発巣、転移巣の著明な縮小が得られ、計 3コース施行
して横行結腸部分切除を施行した。病理学検査で原発巣、転移巣ともに腫
瘍細胞の残存はなく、病理学的完全奏功と診断された。近年、術前治療に
おいても分子標的治療薬併用が行われるようになっているが、本症例の
ように化学療法単独でも早期縮小する症例が存在するので、高額な分子
標的治療薬を初めから併用するのではなく、腫瘍学的緊急度が許容でき
る症例では数コースの化学療法後の反応を見てから分子標的治療薬の追
加を判断しても良いのではないかと考えられた。

P1-54-9 出血性ショックをきたした小腸GISTの 1例

○
はしもと やすまさ

橋本 泰匡1、寺田 隆介1、宮下 光世1、中島 正洋2

NHO 長崎川棚医療センター 外科1、
長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原研病理2

小腸GISTは、GIST全体の約 20％とされ、下血、腹痛、貧血などで発見
されることが多い。今回我々は、出血性ショックをきたした小腸GIST
の 1 例を経験したので報告する。症例は、62 歳男性。主訴は、下血、全身
倦怠感。既往歴は、統合失調症、脳梗塞でプラビックス内服中。現病歴は、
2014 年 4 月 20 日 5 日前から続く下血と全身倦怠感のため、当院へ救急
搬送された。来院時、血圧 90�60、脈拍 120�分、Hb6.6 と出血性ショック
の状態であり、急速輸液、輸血を施行した。腹部CTにて、左下腹部の小
腸腸間膜に 54mmの腫瘤性病変を認め、小腸腫瘍、GISTなどが疑われ
た。待機的に手術の方針としたが、入院後も下血は持続していた。4月 23
日 Hb4.8 で RCC4 単位、4月 24 日 Hb6.6 で RCC4 単位施行し、4月 25
日に準緊急で手術施行した。回腸末端から 120cmの小腸間膜に 50mm
大の腫瘤性病変を認め、小腸切除術を施行した。術後経過は良好で、5
月 10 日退院となった。術後病理結果にて、c�kit 陽性、CD34 陰性、Ki�67
陽性率は 1％未満、核分裂像は認めず、最大径 45mmであり、低リスクの
GISTの診断となった。小腸GISTは、本症例のように反復する出血によ
り、出血性ショックをきたすことがあるため、迅速な診断、治療が必要で
あると考えられた。
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P1-55-1 異食行動のない日常生活援助を考える～コ
ミュニケーションから快・不快を判断して～

○
ふくはら あ ゆ み

福原 あゆ美、本田 一浩、小松 幸恵、簑島 美李、中谷 洋子
NHO 八雲病院 看護課

【目的】筋強直性筋ジストロフィー（以下MYDとする）患者のA氏は、
知的障害・異食行為を有する。構音障害があり、単語やジェスチャーでコ
ミュニケーションをとっている。A氏の異食行動を調査・分析した結果、
異食行為は人にかまってもらう、注目を得たいという代替行動であるこ
とが分かった。生活リズムを作り、職員や他患者との関わりの場の提供を
行った結果、異食行為の減少につながった。A氏の行動を観察し、快・不
快と考えられる行動を明確にすることで、本人にとって異食行為のない
楽しい日常生活援助につなげられると考え、研究に取り組んだ。【結果】
快と考えられる行動では、仕草・動作が大きくなることがわかった。不快
と考えられる行動では、泣く、動きが止まる、白目になる、口に手を入れ
る仕草があり、原因となることは、好きなゲームの中断、テレビが映らな
くなる、痛みを伴う処置、排便によるおむつの汚染などであった。不快時
の行動は、欲求が満たされていない状態のときに起きた。代償行為が不適
応行動として表出しており、原因を避けるような対応が必要である。【結
論】快と判断した行動では、積極的にコミュニケーションを図ろうとする
ところから、快刺激である。A氏の快刺激は、活動自体で得られる満足感
もあるが、活動に対する周りからの評価も快を得ていることが考えられ
る。「周りの人間を意識している」ことが、快刺激となり、社会性を伸ば
すきっかけになると考えられる。A氏にとって快となる人と関わる時間
を設ける事や人と繋がっていると実感出来る関わりをすることが看護に
おいて必要であり、そのことが異食行動のない日常生活援助であると考
える。

P1-55-2 絶望から現実へ適応していくALS患者の思い

○
し お た え み

塩田 恵美、佐藤 智子
NHO 高松医療センター 看護部

【研究目的】人工呼吸器による延命を希望していないA氏が、突然の呼吸
困難により人工呼吸器装着に至った。一か月後、スピーチカニューレによ
る会話が可能となり今の状態を維持したいという訴えがあった。受け持
ち看護師として思いを傾聴し得られた情報はチームで共有し、ADL拡大
に向けて肩関節拘縮の改善を目的に看護介入を行った。結果、関節可動域
の拡大とA氏の不安の軽減に繋がったのでここに報告する。【研究方法】
1．患者紹介：A氏 67 歳 女性 H.22 年 5 月 ALSと診断。翌年 5月呼
吸器装着 2．期間：平成 23 年 6 月～平成 24 年 7 月 3．方法：1）カル
テより患者・家族の思いが表現されている場面、看護師の思いが表現さ
れている場面を抽出し記載する。2）ADL拡大に向けて肩関節拘縮の改善
のための看護介入を評価する。4．倫理的配慮：対象者に研究目的と個人
が特定されるような内容は一切公表しないことを説明し協力の承諾を得
る。【結果及び考察】A氏は入院当初人工呼吸器装着による拘束感、ベッ
ド上臥床による入院生活に悲嘆し発声できないというコミュニケーショ
ン障害が重なり自分を閉ざしていた。スピーチカニューレによる会話が
可能となり、A氏から不安な訴えや思いを表出されるようになった。現実
に適応していく中で「今の状態を維持したい」という希望がありADL
拡大に向けて肩関節拘縮の改善のための看護介入を行った。結果、右肩関
節 95 度から 125 度、左肩関節 75 度から 120 度へ拡大した。「腕上げをス
タッフの皆がしてくれるので嬉しい」と話された。しかし、ALSは進行性
疾患であり残存機能が低下する時期がくる。看護師として患者の変化を
見逃さず心の支えになっていく事が重要と考えている。

P1-55-3 長期療養のALS患者のニードを知る―アサー
ション技法を用いたコミュニケーション―

○
にのみや な み

二宮 奈未、藤澤 公美子
NHO 高松医療センター 神経・筋難病病棟

【研究目的】
人工呼吸器装着を選択したALS患者は長期療養が開始となり、その中で
患者のニードに応じた療養生活が送れるように援助することが重要とな
る。
在宅療養可能なA氏は、介護力の不足により 2年の入院生活を送ってい
た。入院当初より外出に対し関心があるが、疾患の進行に伴うボディーイ
メージの変化が原因で外出に踏み切れず葛藤している状態であった。今
回その理由を明らかにし、外出に対するニードを知ることを目的にア
サーション技法を用い、外出に対し前向きな姿勢に変化したため報告す
る。
【研究方法】
1．患者紹介：70 代後半、男性、人工呼吸器装着中でスピーチカニューレ
によるコミュ二ケーション可、日常生活動作：ベッド上、性格：自尊心が
強い、家族思い
2．期間：平成 25 年 10 月～11 月
3．方法：アサーション技法を用いたコミュニケーションを行い、外出に
対するニードを知りその内容を振り返る。
4．倫理的配慮：研究の趣旨、匿名の保持、研究協力拒否の権利を説明し
同意を得た。
【結果及び考察】
アサーション技法を用い、一対一で向き合い話をすることで外出に対す
るニードを明確にすることができた。A氏が今まで外出についてのニー
ドを表出できなかったのは、自尊心や家族に迷惑をかけられないという
思いや動けなくなった姿を近所の人に見られたくないという思いが強い
ため心理的葛藤が生じたと考えられる。そのことを毎日面会に来ている
家族にも話せずにいた。しかし看護師が家族間の話し合いの機会を設け
ることで、外出を前向きに考える姿勢に変化したと考える。また患者の意
思を家族やチーム間で共通認識し関わることで、チームに対する信頼に
繋がり良質な人間関係が構築されたと考える。

P1-55-4 筋ジストロフィー患者の新型手動式走行介護
リフトの適用を阻む要因

○
みやにし く に こ

宮西 訓子、本山 江利、今村 陽子、高木 佳寿美、山田 理恵
NHO 熊本再春荘病院 南2病棟

【研究目的】当病棟では、筋ジストロフィー（以下筋ジス）患者の移乗に、
手動式走行介護リフト スマイル（以下スマイル）を、新たに導入する予
定となった。本格導入の前に使用したところ、使いにくいとの声が返って
きた。なぜ新しい介助器具であるスマイルの受け入れが良くないのか疑
問に思い、スマイルで移乗する際に支障となる要因を検証した。【方法】
筋ジス患者にスマイルを使用し、患者の意見と使用時の状況から問題点
を明らかにした。【結果・考察】身体的な問題として、筋ジス患者は、筋
力の低下に伴い足が外旋し膝を十分に閉じることができないため、膝が
スマイルの器具に当たり痛みを生じた。更に、足を閉じることで股関節に
無理をきたした。足が尖足しているので、前傾姿勢になると踵が上がり、
足首が内反していることで、足ベルトが届かず足首の固定が出来ないこ
とで不安定になった。肩を挙上することがない筋ジス患者は、肩関節の可
動域に制限があり、スマイルを使用して体をリフトするときは、肩を挙上
するため痛みを生じた。また、患者が日頃使用する車椅子は、各患者の体
の特徴に合わせて製作されている。一般的な車椅子より座席のクッショ
ンが高かったり、座席の幅が狭い車椅子を使用している患者には、スマイ
ルは使用できなかった。【結論】1．股関節・足関節・肩関節の可動域に制
限がある筋ジス患者の身体的特性が、スマイルでの移乗を困難にしてい
る。2．筋ジス患者の体の特徴に合わせ座席のクッションを高くしたり、
幅を狭くしている車椅子を使用している患者には、スマイルを使用でき
ない。



第 68回国立病院総合医学会 643

P1-55-5 入院生活の中に楽しみを感じられる関わり

○
ふ じ い む つ よ

藤井 睦世、斉藤 志保、竹内 智教、荒木 千春、魚野 浩美
NHO 北陸病院 1病棟

【はじめに】抑うつ状態のA氏は、入院生活に意欲がなく単調な生活を
送っていた。今回、入院前の趣味であった園芸を一緒に行うことで、A
氏の生き生きとした気持ちに近づくことを目的とし、研究に取り組んだ。
【方法】1．フェイススケールで園芸前後の気持ちを測定。2．園芸中の録
音データの分析と、身体状況、表情、言動の変化をKJ法で分析。3．実施
前後にパーキンソン病統一スケール（UPDRS）、淡路式園芸療法評価表
（AHTAS）で症状の変化を評価。【結果】1．では「大変楽しかった」が
80％を示し、研究期間中通して減少することはなかった。2．KJ 法で 4
つのカテゴリがあり、中でも「人との関わり」が多く、看護師と共に過ご
せる喜びの声が一番多かった。観察結果では、笑顔が多くなり活気がみら
れる等変化があった。3．UPDRSでは研究前と比べ「抑うつ状態」の点数
が下がり、AHTASでは「意欲、時間の見当識、思考、満足」の項目にお
いて改善が見られた。【考察】言葉や笑顔が少なかったA氏に対し、趣味
であった園芸を取り入れた事で、日中の活動が増え意欲的になった。ま
た、今後への期待や楽しみが出来たと発言され、抑うつ気分の改善がみら
れた。さらに、家庭での社会的役割を思い出し自分の存在価値を見出した
と考える。そして、看護師と過ごす楽しい時間の共有が、自然と以前の生
き生きとした気持ちに近づく事に繋がったと考える。今後は、この研究の
学びをレクリエーション活動の中に活かして行きたいと思う。【結論】趣
味であった園芸に着目し家族的な看護介入を行う事で、抑うつ状態の軽
減にも繋り、さらに入院前の気持ちに近づいた。

P1-55-6 ALSの進行状況を見据えたA氏にあったコ
ミュニケーション方法を共に考える

○
こ す み り な

小住 利奈、佐藤 由紀子、漣 美音、中井 佳代子
NHO 兵庫中央病院 看護部 南3病棟

A氏は 63 歳男性、筋委縮性側索硬化症（以下ALS）の症状が進行し平成
24 年 5 月から自力での寝返りができなくなり当院へ転院し、7月 9日に
気管切開し人工呼吸器を装着した。A氏は口唇術を用いていたので、今後
ALS進行に伴う筋力低下により口唇術だけではコミュニケーションが困
難になると考えられた。そこでA氏の思いと残存機能をふまえて「口唇
術・ニード表・50 音表・PC」のコミュニケーション方法を検討した。A
氏は体幹を動かしたり、首の屈曲・伸展・左右の回旋ができ、頷きにより
合図していた。A氏のコミュニケーション方法に対する思いは、「口唇術
は、最近少し口ぱくで言いたいことが一回で伝わりにくい気がするので、
痛かったり痒かったりしたら繰り返し伝えている。ニード表は、呼吸が苦
しい時でもすぐに使えるので今後項目を増やしたい。50 音表は、言葉を
1文字ずつ選ぶことでニードを正確に伝えることができるため必要と感
じていたが練習はしていない。PCは、セッティングに時間がかり呼吸が
苦しい時や夜間などは使えないので必要ない。」であった。コミュニケー
ション方法の選択は、看護師が必要と考えていても患者が自分自身に
合っていると感じなければ押し付けとなるため、患者の思いを聴き現在
の状態と今後の病気の進行状況を把握しながら援助を行う必要がある。
A氏にコミュニケーション方法について項目を分けて話を聴くことによ
り、口唇術の限界を感じていることが解った。また、ニード表や 50 音表
について「項目を増やしたい」や「必要と思う」との発言があり新たなコ
ミュニケーション方法の習得を促す関わりを持つことができた。

P1-55-7 多系統萎縮症患者の疾病受容過程に応じた援
助～上田の障害受容危機理論を活用して～

○
きりあけ な お こ

桐明 直子、石橋 美枝子
NHO 大牟田病院 看護部 8病棟

［目的］神経難病の患者は確かな治療法がなく、精神的に不安定になりや
すい。先行研究では、患者に受容的に関わることで気持ちの揺れを小さく
できることが明らかにされている。今回、病識に乏しい言動が何度も見ら
れる多系統萎縮症患者のA氏に対し、上田の障害受容危機理論を用いて
疾病受容過程を把握し、段階に応じた効果的な看護援助を明らかにする。
［方法］対象：A氏 50 代 男性 多系統萎縮症方法：上田の障害受容
危機理論を用いて、A氏の言動から疾病受容過程を把握し、段階毎に看護
介入の視点を作成し、実践した看護介入が効果的であったかを考察した。
倫理的配慮：A氏・家族へ研究の主旨を説明し同意を得た。［結果］A
氏は否認期では治療に対し不満が見られたが、主治医や薬剤師からの正
しい知識の提供により主体的に治療へ参加できた。混乱期ではA氏の話
を傾聴し、不安表出の機会を設けると同時に頑張りを積極的に承認した。
解決への努力期では退院後の生活についてA氏と一緒に考え、多職種と
連携を図った。受容期では継続治療に関する意欲が見られた。［考察］否
認期ではA氏とのコミュニケーションから、疾患に対する理解度、認識
を捉えることが重要である。混乱期では話を傾聴することで不安軽減に
繋がった。解決への努力期では退院というゴールが明確になり、在宅療養
に前向きになった。受容期では退院後も継続して治療に参加できるよう
に情報提供し、意欲に繋がった。［結論］否認期では正しい知識の提供が
必要である。混乱期は話を傾聴することで不安軽減に繋がる。解決への努
力期はゴールの明確化が必要である。受容期では社会資源等の情報提供
を行い在宅療養生活への支援が重要である。

P1-56-1 ミトン装着患者の手掌環境改善への取り組
み～緑茶の継続使用による皮膚への影響を調
査して～

○
みやした ゆ う た

宮下 優大1、中野 絵美1、月田 智子1、松田 浩子1、武井 洋一2、
小口 賢哉2、腰原 啓史2

NHO まつもと医療センター 中信松本病院 看護部1、
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 医局2

＜はじめに＞当科では昨年度緑茶を用い手掌の臭い改善に取り組み、緑
茶が消臭に効果があることが明らかになった。更に緑茶を外した後は臭
い数値が上昇し、消臭の為には継続的に緑茶を握る必要があることも明
らかになった。しかし、持続的に使用することで皮膚の異常はないのか、
消臭効果はどの程度持続するのかについては明らかに出来なかった。そ
こで今回緑茶の長期使用における安全性と消臭効果について検証するた
めに研究に取り組んだ。＜目的＞1）緑茶を継続使用しても患者の皮膚状
態に問題がないことを明らかにする 2）緑茶の消臭持続期間を明らかにし
効果的に緑茶を使用する＜対象＞・継続的にミトンを着用している患者
4名＜方法＞1）緑茶使用前の対象患者の手掌環境（手掌の皮膚状態・臭い
数値）を調査する 2）乾燥させた緑茶の茶殻をお茶パックに入れてガーゼ
で包み対象者の手掌内に挟む 3）対象患者において同条件のもと緑茶を継
続的に使用し、臭い数値の変動と手掌環境を調査する＜結果＞・緑茶を
継続使用すると対象者全員が 4日目以降に臭い数値が上昇した。そのた
め 4日目に緑茶を交換したところ、しなかった場合に比べ臭い数値の上
昇が抑えられた・緑茶を継続使用しても発赤・発疹・掻痒感・ただれと
いった皮膚の異常は起きなかった＜考察＞本研究により、緑茶を握って 4
日目に、においセンサーの数値が上昇したことで緑茶による消臭効果が
なくなったと考える。よって、消臭効果を持続させる為には 4日目に緑茶
交換が必要である。また、緑茶を継続使用しても皮膚に異常は起きないこ
とが明らかになった。今後も緑茶による手掌環境改善のための取り組み
を継続していきたい。
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P1-56-2 みょうばん水が拘縮手の殺菌・消臭に与える
効果

○
こ に し ゆ か

小西 由佳、溝口 美保、上田 里、鈴木 佐知子
NHO 宇多野病院 看護部（4－1病棟）

【目的】パーキンソン病及びパーキンソン関連疾患患者の拘縮手に対する
みょうばん水での殺菌・消臭効果を明らかにする。【方法】1）対象：パー
キンソン病（ヤール 5）及びパーキンソン関連疾患患者で手掌が拘縮して
いる患者 5名 2）期間：平成 26 年 1 月 9 日～1月 30 日 3）方法：（1）毎
日のシャワー浴または手浴後にハンドロールを把持し、ハンドロールを
毎日交換する。（2）ハンドロールを把持した状態で入浴後と眠前の 1日 2
回みょうばん水を手掌に噴霧し、手掌・指間に擦り込み、臭気の強度表示
法、臭気センサー法、ATP拭き取り検査法を実施し手指の臭気と汚染度
を調査した。【結果】1名は調査 15 日目で手浴時に出血を認め中止となっ
た。臭気強度表示法では、4名が開始時評価 2から 0～1 に低下した。臭気
センサーでは 3名が大きな変化がなく、2名は開始時の 5割・8割程度の
減少がみられた。ATP拭き取り検査では手掌径 2cmの 2名は徐々に減少
したが、手掌径 0.5cmの 2 名は汚染の増減がみられた。表皮剥離のあった
患者 2名は皮膚の新陳代謝が促され、かさつきの改善がみられた。【考察】
臭気は全員が軽減し、みょうばんの消臭効果は開始後徐々に発現し、使用
し続けることで効果は持続すると考えられる。殺菌効果については、手掌
径 2cmの患者には効果がみられたことから、入浴後の乾燥状態を持続で
きたためだと考えられ、みょうばんの使用だけでは殺菌効果を得ること
はできないと考えられる。【結論】拘縮のある患者の手掌の清潔ケアにお
いて、みょうばんの殺菌効果は個人差があるが、消臭効果はある。消臭効
果とともに、皮膚トラブルの改善例があり、日々の清潔ケアに活用でき
る。

P1-56-3 車椅子作製時の看護介入を考える

○
こいずみ ひとみ

小泉 瞳、齋藤 澄香、木村 美恵子、岡 泰輔、角田 沙織、
小林 孝子

NHO 鈴鹿病院 東1階病棟

【研究目的】療養介護病棟では多くの患者が、日常的に車椅子を使用して
いる。今回車椅子作製後に問題が生じた 2例について問題分析を行い、今
後の看護介入の方法を検討したので報告する。【研究方法】2事例の問題点
抽出及び分析【結果】A氏、ALS、65 才、男性、拘縮した股関節、膝関
節が安定し、安楽な仰臥位が保持でき、ベッドから車椅子へロールボード
を使用し平行移動が可能な車椅子を作製した。外出や散歩に使用する目
的で手動介護型車椅子とした。しかし作製後、車椅子の大きさは妻の身長
に適しておらず、ブレーキの位置が高く、背もたれをあげる操作が 1人で
できないという問題が生じた。車椅子作製には医師、児童指導員、PT、
看護師等さまざまな職種が関わっているが、患者の思いや身体の安定性
を優先した為、介護者側の状況が考慮されていなかった。B氏、DMD、
29 才、男性、身体の変形に対応したティルト型電動車椅子で、患者の意向
にそったオプションを取り付けた車椅子であるが、車椅子上での排尿介
助時、尿器の安定が保てず、ティルト時に尿が逆流した。患者に安楽な
ティルト型車椅子は座面が傾くため、リクライニング型では可能だった
排尿介助が出来ないという新たな問題が起きた。デモ機での排泄体験を
していないため考慮されていなかった。【考察】車椅子作製には様々な職
種で情報交換及び検討が必要である。デモ機試乗段階で患者の意向だけ
でなく、家族を含めて日常生活や車椅子の扱い方、重さ等の体験は早期の
問題発見と解決に役立つと考える。患者・家族と職員がお互いの安全安
楽を考慮した車椅子が作製できるよう、看護師は広い視点を持って介入
していく必要がある。

P1-56-4 ポリマークッションを使用した筋ジストロ
フィー患者の除圧の有効性

○
はまさき ち ひ ろ

濱崎 千宏、中岡 亜由美、坂本 美紀、井上 千佳代
NHO 奈良医療センター さくら2B病棟

【目的】
先行研究で「変形のある筋ジストロフィー患者の体圧分布の把握」を行っ
た。仙骨部分に大きな突起や腰椎前彎があることで、基底面積減少による
バランス不良など安楽の妨げの要因を明らかにした。今回、研究中にオム
ツポリマーで作ったクッション（以下ポリマークッション）を使用した患
者の体圧が減少した。そこでポリマークッションに着目し、筋ジストロ
フィー患者（以下筋ジス患者）の効果的な除圧、安楽な体位調整の方法と
してポリマークッションを作成し有効性を確認する。
【方法】
1．対象：るい痩傾向にあるデュシェンヌ型筋ジス患者 4名
2．方法：
1）ポリマークッション作成。
2）体圧分布測定器を使用し前後の体圧測定。
3）使用前後の夜間の体位変換回数、痛みの程度（スケールNRS）を 5

日間調査。
【結果・考察】
1．体圧分布から使用前平均は 31.6mmHg、使用後の平均は 22.0mmHg
と減少し除圧の効果が確認できた。
2．疼痛の平均が前 3.1、後 2.9 で 2 名は減少した。他 2名は「使用してい
ない部位が痛くなった」と話していた。
筋ジス患者は 1～2mmの体位調整が必要であり、少しのズレが痛み等

に繋がったと考える。
3．使用前後の体位変換の訴え回数の平均は前 3.7 回、後 2.5 回で全員が減
少し、安楽な体位の提供に繋がったと考える。
【結論】
1．体圧測定結果から、ポリマークッションは体圧分散に効果がある。
2．痛みの軽減はポリマークッションの使用状況によって個人差があった
が、体位変換の回数が対象全員減少しており、安定した体位を維持するこ
とができる有効的な道具といえる。

P1-56-5 神経難病病棟における腰痛予防に取り組ん
で―ビデオ撮影によるボディメカニクス活用
の検討―

○
み ず の る み こ

水野 ルミ子1、岡島 笑美2、高橋 恵梨菜1、長瀬 江里2、
岩田 紗季3

NHO 東名古屋病院 南1階病棟1、NHO 東名古屋病院 西3階病棟2、
NHO 東名古屋病院 理学療法士3

【目的】神経難病病棟では、他病棟に比べると腰痛に悩んでいたり、腰痛
のため休養を要する看護師が多かった。その原因として、移乗・体位変換
時に腰に大きな負担がかかっていることが推測された。特に、体重の重い
患者、拘縮や失調のある患者、人工呼吸器装着患者の移乗・体位変換で
は、腰に負担をかけない姿勢を取ることが難しい。そこで、腰部に負担の
少ない体位変換方法を検討した。【方法】平成 25 年 11 月～平成 26 年 5
月、1）神経難病病棟の看護師 19 名（女性 17 男性 2）を対象に、腰痛を感
じる程度と動作、ボディメカニクスの知識等をアンケート調査、2）特に
腰痛を強く感じる動作のビデオ撮影 3）ビデオをもとに腰部に負担の少な
い方法を理学療法士と検討 4）スタッフへビデオを使用した勉強会を行っ
た。【結果】アンケート調査では、スタッフ全員が、頻度に差はあるもの
の腰痛を感じていた。特に看護師一人で全介助による重い患者の引きよ
せとベッド頭部へ移動時に強く腰痛を感じていた。ボディメカニクスの
知識は持っていた。ビデオ検討では、原則に照らし合わせてみると、腰痛
予防には a）べッド柵を外し対象に近づく b）患者の足を曲げ、移動する
対象を小さくする、c）介助者は下肢を前後か左右に開く、d）介助者は足
をベッドに上げる、e）腰部を先に移動、次に頭部を移動させる 2段階の
体位変換等が重要と再認識した。また、ビデオにより客観的に自分や他者
の体位変換を検討したことは効果的であるとの声も聞かれた。【結論】ボ
ディメカニクスを利用することで腰への負担軽減が可能であると考えら
れた。
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P1-56-6 いざり移動を行う脊髄性筋萎縮症患者の足病
変に対するフットケアが、短期入院中に奏功し
た一例

○
ふくもり み ち や

福盛 美千八1,2,3、名村 誠子1、金山 知子2、矢嶋 和代3

NHO 鈴鹿病院 看護課1、NHO 鈴鹿病院 リハビリテーション課2、
NHO 鈴鹿病院 地域連携室3

【目的】いざり移動を行う脊髄性筋萎縮症患者に、足病変再発予防、血糖
コントロール、自己管理意識が向上するよう関わりを持ち退院後のADL
が維持できる。【方法】1．対象：65 歳、男性、独居。いざり移動、血糖コ
ントロール不良、直腸癌化学療法の影響にて足趾・踝部にびらん、出血を
呈し短期入院中の脊髄性筋萎縮症患者 2．期間：20X3 年 X月～20X3
年 X＋1月 3．方法：1）創処置と血糖コントロール 2）フットケア 3）パ
ンフレット教育、生活支援【倫理的配慮】対象には主旨、秘密の保持、途
中辞退後の治療や、入院生活への無影響を文書で示し、署名で参加同意を
得た。【結果】主に足趾・踝部の広範なびらん、出血は創処置と血糖コン
トロールで治癒し、外傷予防とフットケアで、痂皮、肥厚も改善された。
自己管理意識向上のためのパンフレットで、足病変のリスク及び日常生
活についての理解が増した。また、摩擦抵抗の少ない足カバーを積極的に
使用することができた。退院後も定期的な通院で足病変の再発はみられ
なかった。【考察】今回の足病変悪化には糖尿病と直腸癌化学療法に加え、
神経障害による痛覚鈍麻といざり移動が影響したと考えられ、病識に乏
しいことも要因となった。入院中は車椅子生活と血糖コントロールで創
処置の効果が顕著に現れ、フットケアにより皮膚バリア機能が向上した
と言える。パンフレット教育により日常生活への意識が向上し、足カバー
使用で再発もなく、ADL維持に至ったと考えられる。【まとめ】様々な因
子により足病変悪化をきたした脊髄性筋萎縮症患者に対し、早期治癒と
「生活状況」「セルフケア状況」を考慮した働きかけにより、再発予防と自
己管理意識の向上、ADL維持につながった。

P1-56-7 神経・筋疾患患者の非侵襲的陽圧換気装着に
よる皮膚トラブル予防方法の検討

○
う え の ま き こ

上野 槙子、上田 里美、高崎 直子、岩永 眞知子、田中 浩二
NHO 大牟田病院 看護部

【目的】神経・筋疾患患者は、病状の進行により呼吸筋が低下し、多くの
患者が生命維持の目的で人工呼吸器を装着する。非侵襲的陽圧換気（以下
NPPV）は、気管切開と比べて患者にとって負担が少ないが、マスク装着
による顔面、特に鼻根部や頬部の皮膚に持続する発赤、水泡、皮膚剥離
（以下皮膚トラブル）を生じる場合がある。今回、皮膚トラブルによる苦
痛を感じている患者に対し、皮膚トラブル予防に向けたケア方法を検討
した。【方法】対象：A病棟に入院しているNPPV装着患者 2名。方法：
患者の皮膚トラブルの好発部位を知り、圧迫が予測される鼻根部と両頬
部の圧を測定し、皮膚トラブルの予防方法を検討した。皮膚トラブル予防
に有効と言われているカブレステープ、ケアシートを貼付し、皮膚の状態
を観察した。倫理的配慮：文書を用いて患者・家族に研究の主旨を説明
し同意を得た。【結果】2名とも皮膚は一見脆弱でやや乾燥していたが、栄
養状態は正常範囲内であった。鼻根部と両頬部の圧は 7～20mmHgであ
り、褥瘡発生の基準値 32 mmHgよりも低い結果だった。NPPVマスク装
着前にカブレステープ、ケアシートを貼付すると発赤が消失し、水泡、皮
膚剥離も生じなかった。しかしケアシート貼付時、空気の漏れを感じ、眠
れないとの訴えがあった。【考察】マスクの密着性を妨げない薄型のカブ
レステープを使用すると皮膚トラブルは見られなかった。ケアシートは、
予防効果はあったが、厚みがあるため隙間ができ空気の漏れを感じて眠
りを妨げてしまったと考える。【結論】NPPVマスクによる皮膚トラブル
予防では皮膚への刺激が少なく、マスクの密着性を妨げないカブレス
テープが有効であった。

P1-57-1 筋委縮性側索硬化症（ALS）人工呼吸器装着患
者の在宅療養が行える介護者側の肯定的認知
に関する要因について

○
あ ら き と も よ

荒木 朋代、原田 敦子、水俣 美穂、佐々 眞理子
NHO 熊本再春荘病院 看護部

【はじめに】A病棟は神経難病の拠点として、人工呼吸器装着患者のレス
パイト入院を年間約 30 例受け入れている。在宅療養を行うにあたり家族
の生活・健康上の問題など介護力不足や在宅療養に対する不安により在
宅療養への移行が難しい事例や、人工呼吸器を装着しレスパイト入院を
利用しながら在宅療養が継続できている事例もある。今回、人工呼吸器を
装着している筋委縮性側索硬化症（以下ALSとする）の患者でレスパイ
ト入院をされる 2家族の主介護者にインタビューを実施し、在宅療養が
行える介護者側の肯定的認知に関する要因が抽出できたので報告する。
【目的】ALS人工呼吸器装着患者の在宅療養を可能にしている肯定的認知
に関する要因を明らかにする。【方法】当病棟でレスパイト入院を活用し
ている、5年以上在宅療養を継続中のALS人工呼吸器装着患者 2家族の
主介護者へインタビューを実施。【結果】1．肯定的認知に関する要因とし
て【フォーマルの支え】【インフォーマルの支え】【覚悟】【信頼】【愛情】【自
信】【自己の存在価値の自覚】【病状】【被介護者の存在価値の肯定】を抽出
することができた。2．コードが多かったのは【覚悟】【愛情】であり介護
者－被介護者との関係性や心理的な側面が重要な要因であると示唆され
た。3．介護を継続するための肯定的認知の要因として【覚悟】が重要で
あり、主介護者にもともと備わっている困難に対する対処能力が大きく
関与しているという事が分かった。

P1-57-2 バックバルブマスクによる用手換気モデルを
使用した送気練習の効果

○
い し い も と し

石井 太士、田口 恵子、鈴木 智美
NHO あきた病院 北3病棟

【目的】人工呼吸器を使用した気管切開患者が一時的に人工呼吸器を外す
時に、バッグバルブマスクを直接気管切開チューブにつなぎ用手換気を
行っている。換気量の過不足は生体ホメオスターシスに重大な影響を及
ぼすため用手換気の技術習得は重要である。バッグバルブマスクによる
用手換気用モデルを使用した送気練習で病棟スタッフ 22 名が 1回換気
量 500ml の適正範囲（450ml 以上 550ml 以下）での送気ができるようにな
るかを明らかにする。
【方法】用手換気練習用モデルは、・MMI シリコン蘇生バッグ（村中医療
器株式会社）・FERRARIS MEDICAL LIMITEDハロースケール換気量
測定器・TEST LUNG G－4601 を使用。1 : 1 回換気量 500ml を意識した
送気を行ってもらい、最初の送気時（最初の一押し）の換気量を測定。2：
換気量を視認しながら週 1回、8週間の練習を行う。3：練習後、1回換気
量 500ml の送気を行い、最初の送気時（最初の一押し）の換気量を測定。
4：練習前後の測定値の変化を検証（t検定、χ2検定）。
【結果・考察】換気量 450ml 以上 550ml 以下の適正範囲は練習前 4人、練
習後 11 人と有意に増加。（χ2（2）＝6.63．p＜0.05）。換気量 450ml 未満
（過少送気）は練習前 13 名、練習後 3名。換気量 551ml 以上（過大送気）
は練習前 5名、練習後 8名。過大送気のうち練習前の換気量 750ml 以上は
3名だったが、練習後は 0名に減少。換気量を視認できる用手換気練習モ
デルを使用した練習は目標とした換気量の送気ができるようになること
に役に立ち、加圧手技の個人差を小さくすることができる。



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

646 Yokohama, November 14-15, 2014

P1-57-3 小児期発症神経筋疾患におけるNPPV用イン
ターフェイスの病棟管理

○
わたなべ ま み

渡邊 真美1、竹内 伸太郎1、澤田 優香1、石戸 直樹1、高田 学1、
石川 悠加2

NHO 八雲病院 看護課1、NHO 八雲病院 小児科2

【目的】
デュシェンヌ型筋ジストロフィーなど小児期発症神経筋疾患の慢性呼吸
不全に対しては、非侵襲的陽圧換気（noninvasive positive pressure venti-
lation : NPPV）が第一選択である。NPPV用インターフェイスのシリコン
部やベルトは寿命が短く、劣化するとエアリークやフィット感、顔面皮膚
に問題が生じる。今回、病棟看護師が実施したインターフェイスの病棟管
理について報告する。
【方法】
40 床のA病棟において、NPPV患者数、夜間のみNPPVと終日NPPV
の患者数、使用インターフェイス形状を調査し、適正な交換用の新品イン
ターフェイス在庫数および交換用シリコン部やベルトなどのパーツ在庫
数、保管と管理方法を検討した。
【結果】
NPPV患者数は 32 名、夜間のみNPPVは 11 名で終日NPPVが 21 名（昼
間の使用時間延長 1名を含む）であった。夜間使用のインターフェイスは
鼻マスクが 27 名で口鼻マスクは 5名であった。昼間は鼻プラグが 17 名
で、鼻マスク 2名、マウスピース 2名であった。
在庫は新品一式を各種類 1個とし、劣化しやすいシリコン部とベルトな
どのパーツ類を使用患者数に応じた在庫数とした。インターフェイス
カートによる病棟管理を実施した結果、夜勤看護師がエアリークや
フィット感などに影響するパーツ劣化に気付いた時でも即時対応が可能
になり、本体部分が破損するまでパーツ交換をしながら使用するように
なった。
【結論】
病棟看護師によるインターフェイス管理とインターフェイスカート、劣
化しやすいパーツ類の定数化により、エアリークが少なくフィット感が
良いNPPVケアを継続でき、新品一式に交換する頻度も減少した。

P1-57-4 脳深部刺激療法を受けたパーキンソン病患者
における転倒発生の要因の検討

○
かじひら のぞみ

梶平 望、石橋 彩佳、五島 藤菜、宮田 裕子、出口 祐子、
中根 俊成

NHO 長崎川棚医療センター 看護部 1病棟

【目的】A病棟における脳深部刺激療法（以下DBS）を受けたパーキンソ
ン病（以下 PD）患者の転倒発生が多いか、発生要因に相違がないか比較
検討する。【方法】1．期間：平成 25 年 9 月～平成 26 年 3 月 2．対象：
1）DBSを受けた PD患者 9名 2）対照群：DBSを受けていないYahr
分類 3以上の PD患者 6名 3．データ収集方法：退院後 1か月間転倒日
誌を記載。4．分析方法：「転倒の有無」「転倒時間」「転倒場所」について
Mann�Whitney 検定にて分析。【倫理的配慮】院内の倫理委員会の承認を
得た。【結果】1．転倒した患者はDBSを受けた PD患者 6件（67％）、対
照群 2件（33％）であり、症例別では P＝0.116 と有意差なし（P＜0.05）。
一人当りの転倒回数は、DBSを受けた PD患者は平均 2.67 回、対照群は
平均 0.33 回であり、時間帯別では P＝0.006、場所別では P＝＜0.001 と有
意差あり（P＜0.05）、転倒頻度が多い。2．転倒時間は昼食前後、起床後
の時間帯に多い。3．転倒場所はベッド周り以外の室内、屋外での転倒が
多い。4．行動目的は「着替え」が 3件（12.5％）で最も多く、他にも「方
向転換」「座る」等様々であるが、動きの初発動作に転倒が多い。5．転倒
時 12 件（50％）が普段と変わったことは特に記載がなく、動きの 5段階
評価ではDBSを受けた PD患者は、指標 3が 14 件（59％）で最も多い。
【考察】転倒頻度が多いのは、DBSを受けOFF時間の短縮により活動性
が増し転倒場所が様々であるが、初発動作での転倒が多いことから PD
症状からの影響が大きい。結果 5より「普通」と感じている状態での転倒
が多く、普段から症状があり、普段と変わらないと判断していたり、動き
の評価は主観的なため、心と身体の状態が不一致での転倒につながった
と考えられる。

P1-57-5 成人デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の
栄養評価の検討～TSF測定及びDMD肥痩判
定基準～

○
やまもと ゆ り え

山本 百合江、安藤 洋子、嶋崎 紘子、國知 華子、道面 あゆみ
NHO 広島西医療センター 3あゆみ病棟

【はじめに】成人デュシェンヌ型筋ジストロフィー（以下DMDと略す）患
者は、呼吸機能の低下によって安静時エネルギー消費量が測定できない。
今回先行文献より成人DMD患者の栄養評価には上腕三頭筋脂肪圧（以
下TSFと略す）やAlb が栄養評価の指標として有用である、DMD肥痩
判定基準に当てはめ栄養評価の検討を行った。そしてA病棟の傾向が明
らかになったので報告する。【研究方法】研究期間：平成 25 年 6 月～10
月 対象：成人DMD患者（22 歳～41 歳）22 名 方法：1．先行文献を基
にエネルギー必要量に対するエネルギー摂取量の割合から、エネルギー
充足率を算出した。エネルギー充足率の異なる 5群に分類し、5群間で栄
養指標であるTSF、Alb を比較し有意差があるかを調査した。2．BMI
による一般成人の肥満判定基準とDMDの肥痩判定基準を使用して判定
結果の比較を行った。対象者には書面で研究の趣旨、方法を説明し同意を
得た。【結果】1．成人DMD患者の栄養評価にはエネルギー充足率とTSF、
Alb の関係に有意差がなかったことから有用性は認められなかった。 2．
日本肥満学会判定基準によると低体重 6人（27％）肥満 2人（9％）であっ
た。DMD肥痩判定基準によると肥満 9人（40.9％）高度肥満 6人（27.2％）
であった。A病棟ではDMD肥痩判定基準とTSF値から肥満傾向にある
ことが明らかになった。【考察】DMD患者は呼吸管理、心機能管理以外に
も成人病を発生する危険性があり、成人DMD患者の栄養評価には体重
だけでなく、血液検査、脂肪に関する項目が必要だと考える。そして運動
機能や合併症の状況などに個人差があるため多職種が連携し一生を通じ
た継続的なサポートが必要であると考える。

P1-57-6 実践に活かせる難病患者のポジショニングに
関する学習会の検討

○
き と う あ み

紀藤 亜美、篠澤 由香、西川 ひかり、彦江 紗織、田川 綾子、
大姶良 真紀、稲垣 磨奈美、森川 祐子

NHO 三重病院 神経内科

＜目的＞当神経内科病棟の入院患者は医療依存度が高く、体位変換技術
が重要になる。スタッフの 7割が褥瘡ケアの研修受講経験を持つが、拘
縮・変形など患者個々の状況に合わせた体圧分散が不十分で、統一した
ケアを継続することが難しい状況である。そのため、現在の方法を見直
し、効果的なポジショニングの実践に向けた病棟学習会の開催方法の検
討を行った。＜方法＞1．研究デザイン：調査研究 2．対象：看護師 25
名 看護助手 2名 3．期間：2014 年 1 月～同年 4月 4．学習会：当院の
皮膚・排泄ケア認定看護師を講師とし、同内容を 3回実施 5．アンケー
ト調査前：体位変換に対する疑問、問題点の把握 後：学習会の意見、知
識や意識の変化の把握 6．評価：学習会後のスタッフの知識・意識と実
践の変化の比較＜結果＞前のアンケートから、スタッフ 9割がポジショ
ニングに関心があるものの、拘縮や変形、物品・知識不足により対象に
合ったポジショニングが困難な現状であった。学習会はアンケート結果
を反映させた内容として、スタッフ全員が出席できた。後のアンケートで
は、開催方法はスタッフの 9割以上が「良かった」とし、現状の患者や物
品に即した内容で活用しやすいとの意見が多かった。また、ポジショニン
グの留意点も理解でき、学習会後 2か月間で検討が必要な患者の約 8割
が、個々に応じたポジショニングに統一することができた。以上により、
スタッフの意識の変化、知識・技術の向上と統一が図れたと考える。＜結
論＞実践に活かせる病棟学習会開催には、学習ニードに即したテーマ、現
場を反映させた内容、全員出席可能な対策が重要、また認定看護師が講師
であることで専門的なことが学べる。
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P1-57-7 筋ジストロフィー患者への遊びの要素を取り
入れた呼吸訓練の効果～呼吸機能の維持を目
指して～

○
ひらつか は る み

平塚 晴海、小柳 佳代、穴井 久美子、大塚 貴幸
NHO 大牟田病院 看護部

【目的】A氏はデュシェンヌ型筋ジストロフィー（以下DMD）で、夜間の
み人工呼吸器を装着している。誤嚥性肺炎をおこせば、気管切開や終日人
工呼吸器の装着時期が早くなる可能性がある。呼吸筋の筋力と最大呼気
流速（以下 PCF）の維持は、肺炎の危険性を回避することに繋がり、呼吸
訓練を継続して行うことが重要であると考えた。そこで、呼吸訓練に遊び
の要素を取り入れることでA氏が楽しく呼吸訓練が継続できると考え
取り組んだ。【方法】対象：A氏 男性 10 代後半 DMD 知能年齢は
10 歳前後で、一人遊びを好む。研究期間：平成 25 年 8 月～10 月方法：1．
呼吸訓練に使用する玩具にシャボン玉、風車、笛を選んだ。2．深呼吸後
にエアスタック、その後一気に玩具に向けて息を吹き出した。5回実施し
た段階で疲労度を確認し、さらに 5回実施した。3．毎月 10 日に PCF
測定を行った。倫理的配慮：研究の主旨をA氏と家族に説明し同意を得
た。【結果】PCFは、実施前月は 120L�min だったが、以後 140L�min、150
L�min、140L�min と増加した。当初膨らむだけだったシャボン玉が 1ヶ
月後には数個飛び、風車は回るようになった。A氏は、飛ばしたシャボン
玉を笑顔で見ていることが多くなり、3ヶ月目にはシャボン玉は何十個も
飛び、風車は勢いよく回るようになるとA氏は訓練に意欲的な言動が増
えた。【考察】シャボン玉や風車はA氏が視覚で呼吸訓練の効果を確認で
きることから、充実感やモチベーション向上に繋がったと考える。呼吸訓
練を継続したことで PCFが増加したことから今回の取り組みは有効
だったと考える。【結論】今後の課題として呼吸訓練の回数を増やすこと
や、呼気陽圧の負荷をかけることなど考えていく必要がある。

P1-58-1 神経難病患者のケアに対する看護師のストレ
ス―仕事ストレッサー尺度調査から見えてき
た課題―

○
お か べ ゆ う こ

岡部 優子、宮島 愛奈
NHO 山形病院 看護部

【研究目的】神経難病看護における看護師のストレスとその影響要因を明
らかにする。【研究方法】研究対象：神経難病ケアに従事する 2病棟の看
護師・准看護師。方法：無記名自記式質問紙調査。調査内容：属性（年齢、
職務経験、神経難病ケア経験、所属病棟、独居・同居、呼吸器患者受け持
ち、退院調整、看取り、訪問診療同行、看護研究、委員会）、ストレス
（神経難病患者をケアする看護師のストレッサー尺度 26 項目 5段階評
定。得点が高いほどストレスが高いと判断する）。【結果】対象 45 名中 36
名から回答があった（回収率 80％）。年齢は 20 代が最も多く（12 名，
33.3％）看護師経験は 10 年以上が 20 名（55.6％）だった。神経難病ケア
の経験は 1年未満が多く 8名（22.2％）だった。看取り経験は経験ありが
約 80％だった。ストレス得点は平均 69.4（±0.6）で、因子別では「同僚
との軋轢」が 3.1（±0.6）で 7因子中最も高かった。年齢による比較では、
20～30 代は 40～50 代に比べ「ケア見通しの不明瞭さ」、「言語的暴力」で
ストレス得点が高かった。神経難病ケア経験年数による比較では、経験年
数 3年以上は 3年未満に比べ「同僚との軋轢」でストレス得点が高かっ
た。看取り経験による比較では、看取り経験ありは経験なしに比べ「医師
との軋轢」「仕事の量的負荷」でストレス得点が高かった。【考察】一次集
計では「同僚との軋轢」で最も得点が高く、20～30 代、神経難病病棟の経
験年数 3年以上、看取り経験ありの人のストレスが高かったことから、同
僚と自己表現・共有する場が必要と考える。文献：安東由佳子：神経難
病患者をケアする看護師における仕事ストレッサー尺度の作成，広島大
学保健学ジャーナル，8（1�2）；1～6,2009

P1-58-2 デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の開口
障害に構音訓練を試みての効果

○
お の ゆ か

小野 由佳、金 美津子、佐々木 久子、戸嶋 洋平、熊谷 昌江
NHO あきた病院

【目的】デュシェンヌ型筋ジストロフィー（以下DMD）患者から「口をもっ
と開けて、ご飯を食べたい」と話された。患者は開口困難があり鼻マスク
使用で更に開口しづらい状況であった。そこで、先行研究の「気管切開患
者に電気式人工喉頭使用を試みて」で、気管切開患者に行った構音訓練が
開口動作の改善に効果があったという結果から、DMD患者の開口障害改
善にも有効か検証したいと考えた。【方法】1．対象：DMDで経口摂取が
可能なNPPV使用患者 7名 2．研究方法 1）訓練開始前、開口幅と 1週間
の平均食事摂取量を測定。2）昼食前 1回訓練施行、毎昼食時食事摂取量
を測定、1週毎に開口幅の測定、質問紙で食事摂取状況を調査した。3）ス
タッフ 31 名へ食事摂取状況や開口状況を質問紙で調査。【倫理的配慮】研
究の内容を説明し同意を得た。【結果】構音訓練が開口幅への効果は有意
差なく有効といえないが、訓練前後平均で 0.4 センチ開口幅は広がり、4
名は開口幅が広がった。【考察】構音訓練が有効という結果は得られな
かったが、開口幅が広がった患者がおり、開口幅は広がる傾向にあると考
える。生活支援介入のポイントで「残存機能を有効に活用し、二次障害を
引き起こさないように、活動的であることを維持することは筋ジストロ
フィーへの治療となる」といわれ、訓練による確実な結果は得られなかっ
たが、口をもっと開けて、ご飯を食べたいという患者の思いを受け止め、
訓練を計画実施したことはQOLの向上につながったと考える。

P1-58-3 患者・家族関係への取り組み～看護師の関わ
り方を見直して～

○
おおいし な ぎ さ

大石 凪沙、藤田 陽子、尾崎 恵、徳増 広子
NHO 天竜病院 4病棟

＜目的＞当病棟は神経内科病棟であり、患者の約 7割が長期入院してお
り、病院が生活の場となっている。入院生活が長期になると、面会回数や
時間が減少し、患者と家族の関係が希薄になりがちである。また、病気の
進行に伴いコミュニケーションが取りにくくなることも、患者と家族の
関係に影響していると考えられる。そこで看護師が積極的に関わること
で、患者と家族の関係が変化し、患者のQOL向上に繋がるのではないか
と考えた。＜方法＞・病棟看護師へ患者・家族の関わりについて聞き取
り調査。・【患者―家族】【患者―看護師】【家族―看護師】の 3つの視点に
分類し、【家族―看護師】について取り組む・入院患者 20 名を対象に、
「非効果的パートナーシップリスク状態」看護計画を立案・プライマリー
ナースは、患者家族と共に看護計画を考え実施し評価＜結果＞関わりに
変化があった家族 30％、変化がなかった家族 70％であった。患者に何か
をしてあげたいという家族の思いに寄り添い関わることで、【家族―看護
師】だけでなく、【患者―家族】【患者―看護師】の関係も変化することが
わかった。一方で、変化のなかった家族は、今の状態に満足している様子
で入院できているだけでいいという意見が多かった。長期入院の間に定
着した患者家族の関わり方、面会回数などに変化をもたらすのは難しい
ことが分かった。＜結論＞看護師は患者だけでなく家族も看護の対象と
することで患者のQOLの向上などに繋がることが再認識できた。今後も
患者家族が充実し、満足できる入院生活が送れるように関わっていきた
い。
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P1-58-4 筋ジストロフィー病棟で勤務する看護師の筋
ジストロフィー看護に対する認識

○
かわしま ま き

川嶋 麻紀、稲葉 奈苗、中村 辰江、太田 みのり
NHO 刀根山病院 B1

【研究目的】筋ジストロフィー病棟で勤務する看護師が、筋ジストロ
フィー看護に対しどのような認識を持っているかを調査し、筋ジストロ
フィー看護の方向性を明らかにする。【研究方法】期間：平成 25 年 6 月 1
日～H25 年 7 月 12 日。筋ジストロフィー病棟に勤務する 2年目以上の看
護師 42 名にインタビューを行い、その結果をカテゴリー化した。【結果・
考察】回答によって集められたデータには 644 のコードがあり、57 のサブ
カテゴリー、10 のカテゴリーに分類した。カテゴリー《日々を支える看護》
のサブカテゴリー《その日その時が穏やかに過ごせる援助》では、今この
時を大切に、目の前にいる患者がこの瞬間少しでも安楽に過ごせるよう
に看護することが看護師の役割であると認識している。カテゴリー《人間
対人間の関係性》のサブカテゴリー《互いに人間としてみている》では、
患者を、患者である前に一人の人間として敬う気持ち、または「自分より
上の存在」であると認識している。カテゴリー《コミュニケーションが看
護》のサブカテゴリー《コミュニケーションが看護である》では、意思伝
達の方法のみではなく、患者に癒しを与えるという効果を狙い、あえて
ユーモアのある会話を心がけており、コミュニケーションを看護と認識
している。今回インタビュー内容をカテゴリー化した結果、筋ジストロ
フィー看護の認識として、今この瞬間安楽に過ごせるようにすること、人
として敬う気持ちを持ち、癒しの効果を期待してコニュニケーションを
大切にしていることがわかった。今後も看護師の抱く思いを言語化する
ことで、日々の看護の中からは分かりきれない看護の認識を明らかにし
ていくことが課題である。

P1-58-5 筋ジストロフィー病棟に勤務する看護師・療
養介助員のストレス要因を調査する

○
さ か い ゆ う た

酒井 雄太、門井 麻奈美、内田 太郎、並木 友美、
山本 美代子、佐藤 里美、宗方 麻里

NHO 東埼玉病院 看護部 2階南病棟

平成 17 年より、独立行政法人国立病院機構では療養介助員が導入され
た。療養介助員は上司の命を受け看護師の指示及び指導のもとに入浴、食
事、排泄等ボディータッチを主とした業務について交代制勤務で実施し
ている。当院でも平成 18 年に筋ジストロフィー病棟（以下筋ジス）に療
養介助員が配置され、看護師とともに業務を遂行している。知名らは、筋
ジス病棟での勤務について「患者と信頼関係を構築するまでの過程にお
いて、看護師にかかる精神的・身体的ストレスは計り知れない」1）とし
ており、看護師と同じ業務内容を遂行する療養介助員にも同じように対
人関係でストレスを感じているのかと考えた。
当院筋ジス病棟では、平成 22 年度筋ジス病棟に勤務する看護師のストレ
スについて、「職業性ストレス簡易検査票」を用いて研究を行った結果、
看護師がストレスを感じているのは、患者と看護師間の対人関係である
ことがわかった。
しかし今まで療養介助員に関するストレス調査はされていない。今回看
護師と療養介助員との人間関係に着目し「看護師ストレッサーインペン
トリー」を用いて、筋ジストロフィー病棟に勤務する看護師と療養介助員
のストレス要因を明かにするために研究に取り組んだ。実施したアン
ケートの結果から、仕事の量・仕事の質・患者関係・スタッフの関係に
ついて、看護師と療養介助員のストレスの要因について報告する。1）知名
真美ら：筋ジストロフィーの集学的治療と均てん化に関する研究，筋ジ
ス研究班事務局，2009，p33

P1-58-6 3次救急病院における筋萎縮性側索硬化症患
者・家族に対する意思決定支援～患者向けパ
ンフレットを作成して～

○
あ お き

青木 まどか1、清水 由有子1、中沢 まゆみ1、楯 朋子1、
金井 光康2、高田 美和子3、清水 弘子3

NHO 高崎総合医療センター 看護部 北4階病棟1、
NHO 高崎総合医療センター 神経内科2、
NHO 高崎総合医療センター 地域医療連携室3

【はじめに】当院は 3次救急を担いながら、難病患者を受け入れており診
断と療養の場にもなっている。近年、筋萎縮性側索硬化症（以下ALS）患
者に対する告知後の病状理解の確認や意思決定支援の対応に苦慮する事
例が多く、患者の意思決定に支障をきたしているのが現状である。そこ
で、病状を理解したうえで今後の療養を患者・家族が考えることができ
るように、患者向けパンフレットを作成したので報告する。【目的】ALS
患者・家族に対する病状説明補足と意思決定支援のパンフレットを作成
し、統一した説明を行うことが出来、早期に患者の意思決定支援を図るこ
とが出来る。【方法】・文献検索・パンフレット作成【考察と結論】他職種
とカンファレンスを重ねながら、パンフレットを作成した。パンフレット
内容は、使用開始の段階であるため、今後は患者に実際に使用し評価修正
を行っていく必要がある。パンフレットを患者と読み合わせることで病
状の理解の確認と、心の準備の支援になると考えられる。パンフレット使
用開始前後の告知における医療者の対応の変化を検証することで、今後
の意思決定支援を深めていきたい。

P1-58-7 人工呼吸器装着患者に対するアラーム対応の
現状と課題

○
つつみ か ず み

堤 和美、田島 寛子、本橋 賢一、鹿倉 望美
NHO 下志津病院 7病棟（筋ジストロフィー病棟）

【背景】筋ジストロフィーの患者は疾患の進行で呼吸器機能低下が起こる
が、治療の進歩に伴い人工呼吸器装着者が増加している。人工呼吸器装着
患者の異常の早期発見のため、モニター装着を行うが、病棟職員のアラー
ム対応の遅れによるヒヤリハットなどが発生している。アラーム対応の
遅れには職員の心情や指導方法に原因があるのではないかと考えた。【目
的】人工呼吸器アラーム対応に対し時間を要する原因を探り、改善すべき
課題を明確にする。【研究方法】1．病棟職員へのアンケートと聞き取り調
査実施（項目：1）職種 2）経験年数、筋ジス病棟経験年数 3）アラーム対
応に時間がかかると感じた事があるか 4）アラームに対応出来ないときの
理由 5）人工呼吸器やモニターアラームに対する対応の方法）2．平成 25
年 1 月～10 月までの呼吸器関連ヒヤリハット収集分析【結果】人工呼吸器
に関するヒヤリハットは 23 件（214 件中）、アラーム対応の遅れは 5件で
あった。病棟職員への聞き取り調査の結果、経験年数に関わらず 7割以上
が、アラームに迅速に対応できていないと感じていた。理由は、「他の患
者の対応中でアラームの対応が出来ない時がある」「他の職員が対応する
だろうとの思い込み」「アラームの原因に対する対応が出来るかどうか心
配（新人看護師）」「患者の状態に対する思い込み」であった。【考察】アラー
ムは異常の早期発見に必要であるが、アラーム音への慣れが生じ、責任の
分散が起こっている。対応に不安を抱える職員もおり、アラーム対応の指
導や報告体制を見直し、事例を用いたカンファレンス実施や書面（フロー
チャート）による統一した対応を検討したい。
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P1-59-1 抗精神病薬服用中の2型糖尿病患者における
DPP�4阻害薬の有用性と安全性の検討

○
かしわ むねのぶ

柏 宗伸、宮川 慶子、加藤 浩充
NHO 北陸病院 薬剤科

統合失調症患者に対して，非定型抗精神病薬，特にオランザピンやクロザ
ピンが広く使われるようになり，体重増加などのメタボリックシンド
ロームや 2型糖尿病発症などの代謝異常が問題となっている。今回，抗精
神病薬服用中の 2型糖尿病患者を対象とし，DPP�4 阻害薬であるシタグ
リプチンを投与した際の有効性および安全性について検討した。国立病
院機構北陸病院に外来通院または入院中で，抗精神病薬使用中の 2型糖
尿病患者のうち，2011 年 1 月から 2013 年 12 月にシタグリプチン塩酸塩
錠を開始した 12 症例を対象とした。シタグリプチン開始後 24 週の経過
を観察し，HbA1c（NGSP 値），有害事象，対象者の背景について調査し
た。対象者は 12 例で平均年齢 64.9±12.3 歳，男性 7名，女性 5名で，6
名が入院中，6名が外来通院であった。原疾患はすべての症例が統合失調
症であった。シタグリプチン開始前 7.32±1.13％で，24 週後は 6.77±
1.03％と改善がみられたが，有意差は認められなかった。全症例におい
て，経過中に低血糖および肝機能を含めた血液検査で異常値は認められ
ず安全性が示唆された。HbA1c が改善したのは 7例（有効群）で，5例は
改善がみられなかった（非有効群）。開始時HbA1c が有効群で 7.61±
1.14％，非有効群で 6.90±1.18％で，抗精神病薬投与量がCP換算で有効
群は 274±202mg，非有効群は 331±268mgであった。非有効群では開始
時HbA1c が低かったことが一因として考えられるが，抗精神病薬による
インスリン抵抗性や食欲増進作用が影響した可能性が考えられ，今後，食
事療法のコンプライアンスを評価した上で有用性についてさらなる検討
が必要と思われた。

P1-59-2 抗精神病薬 sultopride を投与中にQT延長症
候群および心停止をきたした統合失調症患者
の一例

○
おおはし ま り こ

大橋 茉莉子1、古野 拓1、網代 洋一2、古谷 良輔3、宮崎 弘志3、
土屋 美江1、吉田 晴久1、鈴木 將裕1

NHO 横浜医療センター 精神科1、NHO 横浜医療センター 循環器内科2、
NHO 横浜医療センター 救急科3

sultopride は benzamide 系抗精神病薬の一つであり、ドパミンD2受容体
を選択的に遮断する薬理作用を持つ。臨床的には強い鎮静作用を有し、統
合失調症の幻覚妄想や精神運動興奮、双極性障害の躁状態に対して使用
されている。しかし、benzamide 系は定型抗精神病薬や非定型抗精神病薬
に比べると使用頻度が低いためか、その副作用に関する報告は限られて
いる。今回我々は、sultopride を投与中にQT延長症候群および心停止、
心室細動をきたした症例を経験したので報告する。
症例は 45 歳女性で、統合失調症にて精神科病院に入院中であった。幻覚
妄想等の増悪を認めたため、当院入院の 2ヶ月前より sultopride の投与
を開始し、1600mg�日まで漸増されていたが、その後突然、心肺停止と
なった。AEDの使用により呼吸および拍動はすみやかに再開したが、蘇
生後の身体管理と精査のため当院に転院となった。当院入院時のQTc
は 550ms と延長を認めており、sultopride によるQT延長症候群が疑わ
れたため同薬剤を中止とし、aripiprazole 6mg�日に切り替えて経過観察
をしたところ、入院 5日目にはQTc は 442ms まで改善した。薬歴、AED
の解析結果および治療経過より、本症例は sultopride によるQT延長症
候群に伴う心室細動であったと診断された。
当日はさらに、若干の文献的な考察を加えて報告する予定である。

P1-59-3 琉球病院における抗精神病薬の減量化へ向け
た取り組み

○
ますざき か ず や

益崎 和也1、津留 孝文1、石牟禮 慎也1、松原 友規2、
上原 智博3、宮崎 敦1

NHO 琉球病院 薬剤科1、NHO 九州医療センター2、
NHO 鹿児島医療センター3

【背景】統合失調症の薬物療法において、従来日本では多剤併用療法が行
われてきた。しかし、副作用やコンプライアンスの低下、効果判別の複雑
化、相互作用といった面から是正が指摘されていた。このような中、昨年
国立精神・神経医療研究センターから、ガイドラインが発表されるなど、
抗精神病薬の単剤・単純化への動きが出てきている。琉球病院では、抗精
神病薬の減量・単純化を社会復帰のためのリハビリテーションの一環と
とらえ、抗精神病薬の減量化を図ってきた。平成 25 年度においては、平
成 24 年度に実施した取り組みを参考にし、減量速度を調節し実施した。
【方法】当院入院中の患者のうち、統合失調症の診断を受けた患者を対象
に、各患者あたりのCP換算値の合計を算出した。抗精神病薬をCP換算
値 800mg以上服用している患者のうち、3か月抗精神病薬の変更のない
患者について抽出し、医師・看護師等へ減量化の打診を行った。その後、
患者ごとに減量プランを作成し、通常の診察における薬剤調整の一環と
して、抗精神病薬の減量を行なった。1．それぞれCP換算値で高力価薬
は 50mg�2week、低力価薬は 25mg�2week 減量する 2．多剤併用の場
合、一剤のみの減量とする 3．3ヶ月をめどに実施する【結果】6名につ
いて、減量化プランを作成した。当初のプラン通りの減量の実施が 4例、
中止が 1例、途中で速度を変更することによる減量が 1例となった。【考
察】減量化を図ることができた。今まで、減量してこなかった患者におい
ても、減量速度を遅くすることにより、減量することができたことから、
まだ潜在的に減量できる患者は存在すると考えられる。今後とも継続し
て減量化に取り組む意義はあるものと考えている。

P1-59-4 精神科デイ・ケアに携わる多職種の視点を整
理・共有する取り組み

○
たけうち あ や こ

竹内 綾子、藤田 貴美絵、窪田 訓孝、川北 妃呂恵、寺井 英一
NHO 賀茂精神医療センター ソーシャルワーカー室

【はじめに】賀茂精神医療センターは、精神科病棟、重症心身障害児者病
棟、医療観察法病棟を有する 430 床の精神科病院である。また、1987 年よ
り外来患者を対象に精神科デイ・ケア（小規模なもの）を開始し、精神科
医師、看護師、作業療法士、心理療法士、精神保健福祉士が担当している。
週 3日開所し、2013 年度における 1日の平均利用者数は 9.8 名である。
【目的及び方法】当院の精神科デイ・ケアでは、チーム医療を基本に各職
種の専門性を活かした支援を行っている。一方で、担当者間において精神
科デイ・ケアにおける支援の視点が共有されておらず、支援に対する考
え方の相違や集団への介入方法に戸惑う場面も多くあった。そこで、精神
科デイ・ケアでの支援に必要な視点の整理・共有を目的に、各担当者が
精神科デイ・ケアにおいて必要と考える視点を書き出し、KJ法を用いて
図に整理する作業を協働で行った。
【結果】書き出された視点について、＜患者�支援者＞、更に＜集団�個人�
集団の中の個人＞を下位カテゴリーとして分類し、結果図を作成した。精
神科デイ・ケアに必要な視点を多角的に整理したことで、各担当者が“個
人的な視点”に基づいた支援に偏っていたことを振り返る機会となった。
【考察】精神科デイ・ケアに携わる多職種は、日常的な業務を個人的支援
が占めており、集団活動に関与する経験に乏しい場合が多い。精神科デ
イ・ケアという集団活動の視点を各職種が共有することで、個人的支援
はもとより、集団の強みを活かした支援が行えると考える。今後の課題と
して、各担当者が集団に関与するときに立ち返られる一指標となるよう、
結果図の更なる充実化を図る作業が必要になると思われる。
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P1-59-5 意識障害が遷延した高ナトリウム血症の1例

○
おおさこ のりあき

大迫 鑑顕1、石田 琢人1、菰田 弘1、後藤 茂正1、焼田 まどか2、
杉浦 信之1

NHO 千葉医療センター 内科1、NHO 千葉医療センター 精神科2

高ナトリウム血症の症状は非特異的であるが、重症となると意識障害な
どの中枢神経症状をきたす。今回、高ナトリウム血症の是正後も意識障害
が遷延した 1例を経験したので報告する。症例は 27 歳女性。食欲不振と
嘔吐が続き発熱もみられ、歩行困難となったため当院救急外来受診、脱水
症、高ナトリウム血症を認めたため入院となった。入院時検査結果は
BUN47、Cre1.06、Na159、WBC18100 と高度の脱水と高Na血症を認めた。
5％糖液と生食をそれぞれ 2500ml 投与開始し 2日後にはNa146 と改善
がみられた。Na改善後も問いかけに応じるが名前などいえなかった。既
往にうつ病、パニック障害があり、精神科コンサルトしたところ、高Na
血症の改善に伴う一過性の状態との診断であった。神経内科コンサルト
では脳波やMRI 異常なく器質的な疾患より精神的な病態との診断で
あった。その後もせん妄状態は持続、食事もとれず経管栄養とした。入院
10 日後、血液検査改善するもせん妄状態は継続したため、精神科再度コン
サルトし、転科となった。精神科転科後不穏・体動著しく身体拘束状態と
なった。ジプレキサ投与にて徐々に軽快、転科後一ヶ月で退院となった。
うつ状態から食欲低下、嘔吐などから高度脱水状態になり、高Na血症を
きたした意識障害と考えられたが、精神疾患合併のため、意識状態の改善
の判断が困難であった。転科後の診断は精神症状を伴う重症うつ病エピ
ソードの診断であった。精神疾患が背景にある場合病態の把握が困難と
なることがあり注意を要すると考えられた。

P1-59-6 Treatment of Autism Spectrum Disorder
with focus to the co�occurence of ADHD

○
にしむら たいすけ

西村 泰亮、瀬口 康明、三好 紀子、會田 千重、宮下 聡、
佐川 陽子、藤永 友佳子、大田 泉

NHO 肥前精神医療センター 児童精神科部門

In Autism Spectrum Disorders（ASD）, behavioral co�morbidities are
common and include symptom patterns indicative of attention�deficit�
hyperactivity disorder（ADHD）, anxiety disorders, oppositional behavior,
mood disorders, thought dysfunction�psychosis, severe irritability, and
aggression. In the last decade, Interest in the co�occurrence of ADHD
and ASD has grown. Previous studies have reported increased preva-
lence of both ADHD and ASD, as well as more cases of co�occurring
ADHD and ASD symptoms.Between 30 and 50％ of individuals diag-
nosed with ASD also exhibit elevated levels of ADHD symptoms, and
some estimates suggest that features of ASD are present in approxi-
mately two�thirds of individuals with ADHD. Recent findings suggest
that co�occurrence of ADHD and ASD is associated with a lower quality
of life and poorer adaptive functioning as compared to children with
ASD only, and youth characterized as having both ADHD and ASD are
more likely to be taking psychiatric medication（58％）than youth with
ADHD（49％）or ASD（34％）alone. In this study, we have attempted
to review the medication usage in ASD patients with or without co�oc-
curing ADHD（symptoms）and where possible the outcome of treatment
at National Hospital Organization Hizen Psychiatric Center.

P1-59-7 自殺企図・自傷により救命救急センターに入
院した患者に対する精神医学的介入と転帰～
横浜医療センターにおける後方視的調査～

○
ふ る の たく

古野 拓1、大橋 茉莉子1、土屋 美江1、吉田 晴久1、鈴木 將裕1、
古屋 良輔2、宮崎 弘志2

NHO 横浜医療センター 精神科1、NHO 横浜医療センター 救急科2

自殺は世界的にも大きな健康問題の一つと認識されているが、我が国の
場合、先進国の中で最も自殺率が高い国の一つとなっており、自殺予防対
策は喫緊の課題である。自殺未遂の既往は自殺既遂を予測する最も強力
な危険因子であることが知られているが、近年では、死の意思が不明確な
故意の自傷も強力な危険因子であることが明らかになり、いずれも自殺
予防のための重要なターゲットとみなされるようになった。また、このよ
うな背景から最近では、自殺未遂や自傷の患者がしばしば搬送される病
院の救急部門が、危機介入のための重要な機会・拠点として認識されつ
つある。
横浜医療センターは横浜南西部地域中核病院に指定されており、救命救
急センター（ICU10 床を含め計 20 床）は様々な病態・重症度に幅広く応
需している。当院精神科は閉鎖病棟を持つ有床総合病院精神科であり、入
院治療も含めた対応が可能となっている。自殺企図や自傷にて当院の救
急科に入院した患者は、ほぼ全例、精神科へコンサルテーションとなって
おり、精神科病棟への入院の要否の判断、通院先の調整なども含めた精神
医学的な介入を行っている。
そこで本研究においては、地域での自殺予防対策における総合病院精神
科の役割を考える上で一助となる知見を得るべく、自殺企図・自傷で当
院救急科に入院した患者を対象として、精神医学的診断、重症度、患者特
性などの分布および転帰に関して後方視的調査を行った。その結果、短期
入院のみで救急科から退院となる患者が最多ではあったが、その中には
企図・自傷の反復例も少なからず含まれていた。このことから、入院中の
介入のみならず、地域での複合的な対応が必要である可能性も示唆され
た。

P1-60-1 アルコール依存症治療病棟におけるSST利用
者の対処行動調査～CISS（Coping Inventory
for Stressful Situation）を用いて～

○
い わ い くにとし

岩井 邦寿1、長雄 眞一郎2、中村 誠治1、立花 成美1、伊藤 満1

NHO 久里浜医療センター リハビリテーション科1、神奈川県立保健福祉大学2

【はじめに】精神障害者のリハビリテーション技法の一つとして紹介さ
れ，普及している Social Skills Training（以下 SST）は，認知行動療法と
社会学習理論を基盤にした支援方法の一つである．当院Al 依存症治療病
棟においても近年 SSTが導入され，退院後の復職や家族関係の改善など
の地域移行ついてのテーマが取り上げられ，問題解決のためのロールプ
レイがおこなわれている．【目的】当院のAl 依存治療病棟における SST
参加者のストレス対処行動をCISS 日本語版を用いて把握し，SST参加
がストレス対処行動にどのような影響を与えるのかを検討するものであ
る．（倫理的配慮）本研究は久里浜医療センター倫理委員会の承認を得た
上で実施した．【調査方法】調査期間は平成 26 年 2 月～平成 26 年 5 月ま
での期間とし，当院AL依存症治療病棟において入院治療を受けた男性
患者を対象とした．これを通常のアルコールリハビリテーションプログ
ラム（以下：ARP）に加え，SSTに参加した参加群のCISS の変化を介入
前後で比較した．【結果】平均年齢は 50.8 歳．課題優先対処の項目につい
て良質な変化を認めた．介入前後を比較し今回の調査で着目した課題優
先対処の項目について，平均の合計で最も大きな変化を認めた．統計的な
解析の詳細については後日報告したい．【考察】今回の調査は，包括的な
AL依存症リハビリテーションプログラムの 1プログラムという条件が
ある．しかし，このような取り組みは参加者の偏った対処スタイルの把握
し，治療や介入方針決定の一助となること．また，健全なストレス対処行
動の獲得なされるようなプログラム運営の向上に寄与すると思われる．
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P1-60-2 短期間で臥床時間や日常生活に変化がみられ
始めた症例

○
さ さ だ り さ

笹田 梨紗、田丸 和宏、大黒 陽蔵、平位 和寛
NHO 肥前精神医療センター リハビリテーション科

【はじめに】現在、OTRが担当している病棟にはアルコール依存症と診断
された患者（以下、症例と略す）がいる．日中臥床傾向でありOT活動に
は声かけを要する．OTRとの会話では「朝飯、食べたっけ？」「何も分か
らん」といった発言が多い．このような症例に注目し、以下のアプローチ
を行った．まず認知・歩行機能の改善を目的とした運動プログラムのメ
ンバーに選抜．さらに毎朝、日付変更の役割を担ってもらうよう働きかけ
た．すると、OT活動の参加率や短期記憶、さらに日常生活や言動といっ
た多方面からの変化がみられ始めた．そのため、この症例について考察を
加え以下に報告する．【症例紹介】（現在をX年とする）症例 60 歳代前半
の男性．職業は造船所．20 代から習慣飲酒、20 代前半にはブラックアウ
ト出現．仕事できなくなり、当院含め入退院繰り返す．X－1年 6 月アル
コール病棟入院．1ヶ月後、コルサコフ症候群と診断され認知症病棟へ転
棟．【経過・考察】症例に対してOTRは 2つのアプローチを行った．1
つめの運動プログラムでは、メンバーとなり参加することで、活動性が上
がり臥床時間の減少に繋がった．さらに、運動プログラムの効果の中に
は、日常役割機能の向上が含まれている．OTRはその効果に注目し、習
慣的に役割を担えるよう、毎朝の日付変更を依頼．症例はアルコール依存
症であったことから、元々の性格も影響したのか、声かけは必要だが毎朝
の役割は欠かさず遂行できた．以上のような働きかけを行うなかで、徐々
に症例の日常生活へ変化が見られ始めた．そのため、当日はアプローチの
内容や変化について考察を加え、詳しく報告する．

P1-60-3 総合病院における当院精神科デイケアの現状
と課題

○
つじ ひ ろ こ

辻 浩子1、日野 法子3、長濱 俊尚2、西村 育子2、池野 和好1、
井上 玲子3、塚本 光江2、丸山 義博2、石飛 佳宣2、後藤 慎二郎2

NHO 別府医療センター リハビリテーション科1、
NHO 別府医療センター 精神科2、NHO 別府医療センター 看護部3

【はじめに】当院は 31 の診療科をもち急性期医療を担う病床総数 500 床
（一般 460 床、精神 40 床）の総合病院である。精神科デイケアは昭和 61
年に開設され多職種で運営している。今回、当院精神科デイケアの現状を
整理し、今後の課題を検討したので報告する。【現状】登録者数は 64 名、
1日平均参加者数は約 15 名（H26.4 現在）である。精神科主病名の内訳は、
統合失調症、気分障害、適応障害の順に多かった。年齢層は 22 歳～75
歳と幅広い。デイケア利用期間は 5年以上の利用者が約半数であり、長期
間利用されている方が多い。利用目的は大きく 2つに分かれており、一つ
目は生活リズムの改善や不安・寂しさの解消、仲間作りである。2つ目は
就労のための準備である。しかし、現在は就労へ向けた枠組みのある支援
を行っていない。【考察】当院デイケアを長期間利用されている利用者は
高齢の方も多く、これまで居場所としての機能を果たしてきたと言える。
地域生活を続けながら、安心できる場所や仲間作りの場としての機能は
今後も維持していくことが必要である。また、就労を目指している利用者
への支援は十分でなく、デイケア利用期間が長期化していると考えられ
るため、心理教育を含め就労につながる支援を検討していくことが課題
である。来年度には、精神科病棟・精神科デイケアが建て替わり、閉鎖病
棟も新たに開設される。今後の当院デイケアの方針を立て、課題に取り組
んでいきたい。

P1-60-4 統合失調症患者を抱える兄弟・姉妹の介護負
担感に関する研究

○
とおのえ さ き こ

遠江 少妃子
NHO 肥前精神医療センター リハビリテーション科

【はじめに】精神障害者の家族内の主支援者は，親世代の高齢化に伴い兄
弟・姉妹の世代へと移行しつつある．そのため，兄弟・姉妹に対する家族
支援の必要性が指摘されている．しかし，精神障害者を抱える兄弟・姉妹
の支援方法を模索した研究は少ない．そこで，本研究では，統合失調症患
者を抱える兄弟・姉妹の介護負担感の要因について調査した．【研究の目
的】統合失調症患者を抱える兄弟・姉妹の介護に対する主観的体験調査
表を独自に作成しアンケート調査を行い，兄弟・姉妹の介護に対する主
観的体験とその構造因子を明らかにし，他の標準化された指標との関連
について検討するとともに，介護負担感の軽減に関する支援の方策を
探った．対象者の選定にあたっては，特定非営利活動法人（兄弟・姉妹の
会）へ依頼し紹介を受けた 100 名のうち，統合失調症患者の介護者の役割
を担っている兄弟・姉妹で研究協力の同意が得られた者を対象とした．
【研究方法】調査票は，1兄弟・姉妹（回答者）の基本属性（年齢，性別な
ど），当事者の基本属性，Zarit Caregiver Burden Interview 22 項目版
（ZBI�22）の日本語短縮版（The8�item short version of the Japanese ver-
sion of the Zarit Caregiver Burden Interview : J�ZBI_8），Social support
network questionnaire（SNQ�18），精神障害者ケアマネジメントにおける
ケアアセスメント票（日本作業療法士協会版），General Health Question-
naire60 項目の短縮版（GHQ�12），兄弟・姉妹の介護に対する主観的体験
調査表で構成した．

P1-60-5 精神科閉鎖病棟における集団体操（元気はつら
つ転ばん体操）の取り組みについて

○
み ず き た つ や

水城 達也、高橋 亜由美
NHO 肥前精神医療センター リハビリテーション科

【はじめに】当院閉鎖病棟では統合失調症の患者が多く入院している。患
者のほとんどは陰性症状が主体であると共に閉鎖病棟により活動性が乏
しく、薬剤性パーキンソンニズムの影響もあり身体機能が著しく低下し、
転倒リスクが高い患者が多い。そこで、身体機能低下予防や転倒予防に理
学療法士が主体となり集団体操の取り組みを始めた。【実施方法】2名の理
学療法士が運動不足の解消・骨粗鬆症患者への適切な運動の提供・バラ
ンス機能の改善・認知機能の賦活などを目的として実施。体操内容とし
てストレッチ、筋力トレーニング、起立練習、バランス訓練などを実施。
体操終了後にスタッフ間でフィードバックを行い、運動メニューなどを
追加変更。身体機能評価としてTUG（Time Up Go test）・開眼片脚立位保
持・最大一歩幅を月に一度実施。【経過】開始当初は、落ち着きがなく途
中で自室へ戻ってしまっていた方が最後まで参加可能になる事や自主的
に体操の準備を手伝ってくれるようになるなどの変化が見られるように
なっている。また、体操を始めた事で座位姿勢が改善している事や運動を
模倣する事が上手になっているなどプラスの変化が生じている。【今後の
課題】身体機能面については定期的に評価を行なっているがその日の精
神症状や服薬状態に大きく影響を受ける事を多く経験し運動の効果を数
値で表すには長期的な評価が必要であると感じた。今後は、精神面と身体
面双方に配慮した評価法を検討していく必要があると考える。
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P1-60-6 てんかん学習プログラムMOSES（モーゼ
ス）の効果に関する調査

○
やまざき ようへい

山崎 陽平、春名 令子、平松 文仁、西田 拓司
NHO 静岡てんかん・神経医療センター リハビリテーション科

【目的】当院では、てんかん学習プログラムMOSES（モーゼス）を臨床に
即した形で実施している。MOSESはドイツ・オーストリア・スイスの専
門家によりてんかん患者が自分の病気を理解し、積極的に病気に向き合
い学ぶことを目的として考案されたプログラムであり、心理面へのアプ
ローチとして有効性をもつと期待される。そこでMOSESを受講した場
合、対象者にどのような変化が現れるか調査を行った。【対象】当院入院
中で、てんかん学習プログラムに参加したてんかん患者。【方法】1時間の
セッションを計 8回、 運動を計 4回の合計 12 回のプログラムを実施し、
プログラム実施前後に、「てんかんにおける生活の質」質問票（以下
QOLIE�31P）、PESOS、てんかん患者用の神経学的障害うつ病評価尺度、
てんかんの知識スケールという 4つの評価を行い、比較検討した。【結果】
プログラム実施後、QOLIE�31P にて、活力の項目で改善傾向を示した。
その他の評価については現在比較検討中。【考察】海外の研究では、
MOSESを実施することで、てんかんに対する知識が向上し、てんかんに
対する対処法を身に付け、てんかん患者が積極的に治療に参加すること
が示されている。学会当日は、MOSES実施前後の各評価結果について詳
細に提示するとともに、MOSESの効果や現在のプログラムの実施状況・
問題点等を報告したい。

P1-61-1 体成分計 INBODYを用いた生活習慣病治療の
検討

○
す ず き さかえ

鈴木 栄、松本 祐耶、佐藤 真理、関 晴朗
NHO いわき病院 内科

【はじめに】生活習慣病では、身長・体重や、脂質、血糖、HbA1c 等を含
む生化学検査と、尿糖、尿蛋白を検査し、診断と治療を行うが、今回、体
脂肪率や骨格筋量などを同時に測定できる体成分計 INBODYを用いて、
生活習慣病におけるそれらの意義を検討した。【目的】INBODYで得られ
たデータから生活習慣病患者の病状を解析し、その特徴を知り、病状に関
する理解と治療目標や患者の治療継続へのモチベーションの変化等を観
察することで、INBODYの有用性を検討した。【方法】当院の内科外来及
び入院患者の中から高血圧症、脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症、その他
を有する患者を選び、生化学検査や INBODYによる検査を行った。治療
前・中・経過後の検査結果について、その経時的変化を記録・解析しそ
の治療効果を検討した。途中経過はグラフ化するなど分かり易くするこ
とを心がけ、患者に詳細な説明をし栄養指導を行った。【結果】高血圧症
84 名、脂質異常症 43 名、糖尿病 23 名、高尿酸血症その他の総数 151 名に
対し生化学検査や INBODYによる検査を行った。解析結果をグラフ化し
理解し易くすることで、病状の理解と治療に対するモチベーションが高
まり、投薬だけではなく栄養士による栄養指導の導入も容易となり、良好
な治療効果を得ることが出来た。【考察】INBODYの有用性 1．短時間に
多項目の分析が可能であり、経過の把握が容易である。2．分析結果は、
理解し易く患者自身の治療に対するモチベーションが高まる。3．健康診
断などへの利用も可能である。INBODYを日常診療に用いる事で、治療
と健康維持管理等をより適切に行う事ができる。

P1-61-2 糖尿病治療におけるDPP�4阻害薬の副作
用―エクア（ノバルティス）による薬剤性腎障
害―

○
ざいぜん ゆきひろ

財前 行宏1、天田 浩司2、河野 宏3、杉崎 勝教1、高木 洋子4、
大津 達也1

NHO 西別府病院 内科1、NHO 西別府病院 循環器科2、
NHO 西別府病院 呼吸器科3、NHO 西別府病院 検査科4

【緒言】糖尿病は慢性の高血糖状態を来す疾患で，高血糖が長く続くと次
第に全身の合併症が発症する．糖尿病治療は血糖コントロールにより合
併症の発生を予防することである．糖尿病治療薬としてDPP�4 阻害薬が
本邦では 2009 年 12 月に発売開始となり，現在 7種類上市されている．今
回，DPP�4 阻害薬ビルダグリプチン（エクア：ノバルティスファーマ）に
よる腎機能障害を認めた症例を経験した．
【症例】81 歳，男性．肋膜炎の既往（結核疑い）．以前から高血糖を指摘さ
れていた．
【経過】糖尿病に対してシタグリプチン（ジャヌビア：MSD）50mg 1 錠で
治療開始，HbA1c 7.4％（NGSP 値）から 6.7％に改善，次第に効果が減弱
してビルダグリプチン 50mg 2 錠に変更した．変更後 4ヶ月でHbA1c
は 7.2％から 6.5％に改善したが，尿中アルブミンは，122.5 mg�g，cre
から 1403.8 mg�g，cre と悪化．HbA1c は改善したことから，腎障害は糖
尿病腎症の進展ではなくビルダグリプチンによる薬剤性腎障害となる．
【考察】DPP�4 は膜関連糖蛋白CD26 として全身に発現し免疫機能調節に
関与し，当初よりDPP4 阻害薬が，発癌や免疫系に影響を及ぼす可能性が
指摘されていた．ビルダグリプチンが自己免疫を介して腎細胞を攻撃，腎
障害を発症した可能性もある．
【結語】糖尿病患者に腎障害が発現した場合，糖尿病腎症の進展と考え，
薬剤性腎障害とされないこともある．DPP�4 阻害薬は副作用が少ないと
され，血糖降下作用以外の好影響も言われるが，DPP�4 阻害薬なかでもビ
ルダグリプチンでは腎障害の出現に注意が必要である．

P1-61-3 インスリンリポハイパートロフィーへのイン
スリン皮下注射により糖尿病ケトアシドーシ
スに至った1型糖尿病の1例

○
さかもと わ か な

坂本 和香奈、堀尾 香織、橋本 章子、小野 恵子、高橋 毅、
豊永 哲至

NHO 熊本医療センター 糖尿病・内分泌内科

症例は 83 歳、女性。1型糖尿病と診断され、約 30 年間、強化インスリン
療法（超速効型インスリン（7.10.7.0）持効型溶解インスリン（0.0.0.8））で
加療されていた。2013 年某月に頭痛、嘔気にて近医受診した所、血糖 1295
mg�dl と著明な高血糖を認め、当院搬送となった。来院時、血糖 1187
mg�dl、動脈血ガス分析にて pH 7.150、HCO3－9.4 mmol�L、尿中ケトン
体陽性より糖尿病ケトアシドーシスと診断し入院加療を行った。採血、画
像所見上、ケトアシドーシスの契機となるような感染症は認めず、インス
リン皮下注射も確実に行えていたとのことであった。身体所見にて両下
腹部皮下に軟部腫瘤を認め、インスリンリポハイパートロフィーと考え
られた。ケトアシドーシス改善後、食事、強化インスリン療法を再開した
が、血糖推移は不安定であり、予測できない高血糖を認めた。インスリン
リポハイパートロフィーへのインスリン皮下注射が、血糖コントロール
不良の原因と考え、インスリン注射手技の指導を行った所、血糖コント
ロール良好となった。以上のことより、本症例では、ケトアシドーシスの
原因となるようなエピソードや感染兆候はなく、入院後の血糖推移から、
リポハイパートロフィーへのインスリン投与により、高血糖へ至ったも
のと考えられた。内因性インスリン分泌が枯渇した糖尿病患者において、
インスリンリポハイパートロフィーへのインスリン皮下注の危険性、イ
ンスリン手技指導の重要性を再認識した症例であった。
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P1-61-4 肝硬変を合併する糖尿病患者に発症した糖尿
病ケトアシドーシスの1例

○
い け だ けい

池田 圭1、井上 佳奈子2、荒武 弘一朗1、田中 史子2、
高谷 亜由子2、内藤 愼二3、河部 庸次郎4

NHO 嬉野医療センター 教育研修部1、
NHO 嬉野医療センター リウマチ科2、
NHO 嬉野医療センター 教育研修部3、NHO 嬉野医療センター 院長4

【はじめに】糖尿病性ケトアシドーシス（diabetic ketoacidosis : DKA）は、
1型糖尿病患者がインスリン注射を中断したとき、シックデイの際など、
また、2型糖尿病でも清涼飲料水の多飲を続けた場合などに発症する。血
中インスリン濃度が低下から、高血糖、さらには高ケトン血症を来たす。
血液の緩衝作用を超えてケトン体が過剰に産生されるとDKAを呈す
る。佐賀県はウイルス性肝炎の罹患率が他県に比して高く、肝癌の死亡率
は全国で最も高くなっているため、肝硬変を合併したDKAの発症は多
くなると考えられる。今回、基礎疾患に肝硬変があり、敗血症を契機に糖
尿病ケトアシドーシスを発症した症例を経験したので、若干の文献的考
察を加えて報告する。【症例】症例は 47 歳男性。1993 年 C型肝炎、2007
年に 2型糖尿病と診断され加療したが、ドロップアウトしていた。2014
年 5 月、浮腫による全身倦怠感を主訴に当科を受診し、検査によりDKA
と診断し、緊急入院となった。脱水補正・インスリン持続静注により血糖
補正、抗生剤により感染症加療を行ったが、第 5病日から、血清アルブミ
ン値の低下に伴い、尿量減少・体重増加を認め、腹水コントロールに難渋
した。【まとめ】DKAの加療には補液、肝硬変の加療には水分制限を必要
とし、緊急度に応じて相反するどちらかの加療を優先する必要がある。本
症例では、補液を優先し、治療の移行も円滑であったが、全身状態に問題
のある高齢者の場合はより難渋するのではないかと考えられる。肝癌の
死亡率の高い佐賀県では、同様の症例が発症する頻度は高く、DKAに対
する適切な加療が必要不可欠と考えられる。

P1-61-5 大分子量 IGF�2により低血糖発作を頻発した
一例

○
か わ た さ と し

川田 哲史、小川 知子、小早川 真未、亀井 望
NHO 呉医療センター 内分泌・糖尿病内科

症例は 67 歳男性。主訴は意識障害。2007 年 9 月頃より血糖上昇を認め、
糖尿病と診断された。2008 年 2 月、随時血糖値 416mg�dl、HbA1c 18.9％
と血糖コントロール不良のため、当科外来を受診。食事療法 1600kcal、グ
リメピリド 1mg�日、メトホルミン 500mg�日内服にてHbA1c 5.5�6.5％
で経過し、血糖コントロールは良好であった。2011 年 2 月頃から低血糖発
作が頻発するようになり、意識障害のため当院に救急搬送された。来院時
血糖値 29mg�dl であり、精査加療目的に入院した。入院後は経口血糖降下
薬をすべて中止したが、低血糖発作が頻発した。入院時の胸部X線写真で
右肺野に広範囲な異常陰影があり、胸部造影CTで右胸腔内に 13×14×
15cm大の巨大腫瘤を認めた。針生検で solitary fibrous tumor（SFT）と
診断し、右胸腔腫瘍切除術を施行した。術後低血糖は消失し、低血糖の成
因として膵外腫瘍による低血糖（Non�islet�cell tumor hypoglycemia :
NICTH）が考えられた。尿中C�peptide は低値、75gOGTTではインスリ
ンは低反応であり、血清 IGF�1 は低値であった。血清Western Im-
munoblot により、高濃度の大分子量 IGF�2 を認め、SFTからの IGF�2
過剰産生による低血糖と診断した。IGF�2 はインスリン類似血糖降下作
用を持ち、腫瘍産生の大分子量 IGF�2 では形成不全の 2量体となり容易
に血管外漏出し、低血糖を引き起こすと考えられている。低血糖症例で経
口血糖降下薬やインスリンの過剰を認めず、膵外腫瘍を認めた際は
NICTHを念頭に入れて精査する必要がある。

P1-61-6 低Ca血症を契機に診断された部分型Di
George 症候群の一例

○
な が た ひ で き

永田 秀樹、小川 知子、小早川 真未、亀井 望
NHO 呉医療センター 内分泌・糖尿病内科

【症例】33 歳男性。【現病歴】出生時に新生児テタニーを認め、低Ca 血症
を指摘されたが精査はされなかった。1歳時、Fallot 四徴症と診断され手
術を施行された。乳幼児期から精神発達遅滞を認めていた。その後低Ca
血症については特に精査することなく放置していた。33 歳時、右胸痛で精
査をされた際、Ca 5.7mg�dl、P 5.1 mg�dl、iPTH 3 pg�ml と低 Ca 血症、
高 P血症、iPTH低値を認めたため、副甲状腺機能低下症を疑われ、当科
紹介。Ellsworth�Howard 試験では、PTH投与により尿中リン酸排泄、cy-
clic AMP排泄の増加が認められ、偽性副甲状腺低下症は否定された。細
長い顔、細い眼、小さい鼻、垂れ耳などの特異的な顔貌、副甲状腺機能低
下症、Fallot 四徴症の既往からDi George 症候群を疑い、染色体検査で 22
q11 欠失を認めたため、Di George 症候群と診断。カルシトリオール 1.0
μg�日の内服を開始し、1.5μg�日に増量したところ、Ca 9.3 mg�dl と低 Ca
血症は改善した。心電図で低Ca 血症に伴うQTc 延長を認めていたが、
Ca 正常化に伴いQTc 延長も改善した。
【考察】Di George 症候群は 22q11.2 欠失症候群の一部でT細胞免疫不全
および副甲状腺機能低下症につながる胸腺および副甲状腺の低形成また
は無形成を認める。本例では重症感染症の既往はなく、リンパ球数の低下
を認めないため、胸腺の低形成は合併しておらず、部分型Di George 症候
群と考えられた。完全型Di George 症候群に比べ、いずれかの症候が欠落
する部分型Di George 症候群では診断が遅れやすい。副甲状腺機能低下
症を診断した際、心奇形を合併している症例ではDi George 症候群も鑑
別に挙げる必要がある。

P1-61-7 術中異常高血圧で判明した異所性褐色細胞腫
の1例

○
く ぼ こ う た

久保 浩太、松岡 信弘、早津 成夫、大島 孝
NHO 埼玉病院 麻酔科

37 歳女性。予定手術の後腹膜腫瘍摘出術の腫瘍操作時に突然の異常高血
圧をきたした。最高値で収縮期血圧 232mmHg拡張期血圧 121mmHgと
著明な高血圧を認めたが、脈拍は正常で心電図変化も認めなかった。カル
シウムブロッカーと短時間作用性 βブロッカーの静注で血圧管理を適宜
行った。腫瘍摘出後は術操作に伴う血圧や脈拍の変動はなく、昇圧薬も特
に必要としなかった。後日判明した術中採血の結果でカテコラミン分画
で 10ng�ml を超える著明な血漿ノルアドレナリン濃度の著明な上昇を認
めた。ノルアドレナリン濃度のみの上昇でアドレナリン濃度は正常値で
あった。病理検査で多数のクロム親和性細胞を認め異所性褐色細胞腫と
診断された。本症例は術前の臨床症状と検査で褐色細胞腫を疑う所見は
認めておらず、画像診断では十二指腸平滑筋肉腫や後腹膜原発の軟部組
織腫瘍などが疑われており、無症候性の副腎外褐色細胞腫を見抜く診断
は困難であった。褐色細胞腫は稀な疾患ではないが様々な臨床像を示す
ことが知られている。動悸、発汗、高血圧などの症状を契機に発見される
副腎原発の腫瘍が多数を占めるが、今回のように無症候性であったり発
生部位が異所性であったりする腫瘍が偶発的に発覚することもある。本
邦での無症候性と異所性の褐色細胞腫に関して若干の文献的考察を加え
て報告する。中でも後腹膜は異所性褐色細胞腫の好発部位の 1つであり、
後腹膜腫瘍や傍大動脈腫瘍に対する手術の際には当該疾患の可能性を念
頭に置き全身管理に臨む必要があると考えられた。
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P1-62-1 糖尿病教育入院パスを活用した糖尿病指導へ
の取り組み

○
たかはし ゆ き こ

高橋 由希子、藤村 絵里奈、満保 夏美、中川 典子
NHO 旭川医療センター 糖尿病リウマチセンター

当病棟は消化器内科・総合内科の混合病棟であり、糖尿病療養指導士は
病棟では 2名しかおらず、糖尿病指導は部屋の受け持ち看護師が検温や
処置の合間に行っている状況である。そのため各看護師が指導時に不安
を抱いていないかと考え昨年アンケート調査を行った。その結果知識の
不足や患者の理解の程度が分からず、自信を持って療養指導を行えてい
ない看護師も少なくない事が明らかとなり、まずは知識の充実をはかる
ため，年間で 10 回以上の勉強会を行った。その後糖尿病指導の内容を把
握するため記録の振り返りを行ったところ、入院前の生活について退院
後の目標についての記録は記載されておらず、また糖尿病学習に関する
記録もないことがわかった。多くの病棟看護師は指導に対しての患者の
反応を振り返り記録として残しておらず患者に必要な指導内容が把握で
きない状況で各看護師が指導を行っていた状況が明らかになった。背景
としては昨年度より 7対 1看護体制が導入され糖尿病指導に携わって来
なかった既卒者や新人看護師が多く入職し、糖尿病指導方法は統一して
いるものの情報収集や指導後のフォローが決まっていないことから、患
者を取り巻く生活環境の情報収集が不充分なため、退院後の目標設定に
繋がらず指導時に不安を感じる結果になったと考えられる。また糖尿病
対象患者が 1ヶ月 4～5 名程度であり、指導経験が少ないことも不安が生
じる要因なったと考えられる。そこで今回糖尿病指導パスを作成し、パス
開始時に患者に情報用紙の記入を依頼、その情報用紙を活用し、患者が退
院後の目標設定ができることを目標とし、看護師が関わっていけるよう
取り組みを行ったため報告する。

P1-62-2 『東近江総合医療センター糖尿病教室』活動の
成果報告

○
た む ら み ほ

田村 美帆1、山根 あゆみ1、陰山 麻美子2、内藤 裕子1、
今若 真由美1、中島 利恵1、清水 直1、塩見 明子1、味山 陽子1、
永井 聡子3、高井 元彦1、小林 茂昭4、塚本 翔1、滝島 勇太1、
青野 智一1、田中 佳奈1、増本 照明5、居松 建治1、前野 恭宏1

NHO 東近江総合医療センター 糖尿病教室チーム 栄養管理室1、
NHO 大阪南医療センター 栄養管理室2、NHO 京都医療センター 薬剤科3、
NHO 宇多野病院 研究検査科4、NHO 神戸医療センター 事務部5

【目的】
当院では糖尿病教室を 2010 年に立ち上げた。同教室を再開して 4年が経
過したためその成果を検証した。
【方法】
（1）継続受診率の検討
2010 年 8 月から 2013 年 3 月に当院で新規に糖尿病と診断された者のう
ち、初診時のHbA1c が 6.0％以上の者を対象とし、教室に参加した群（参
加群）と、参加しなかった群（対照群）の 2群に分けた。1年後の検査デー
タが欠落している者を受診中断者とみなし、継続受診率を比較した。なお
HbA1c は全てNGSP 値に換算して解析した。（糖尿病 55（7）：485～504,
2012）
（2）HbA1c の変化の検討
継続受診者についてHbA1c の変化を追跡した。病名がつけられた月を開
始月とし、以後 12 か月後までのHbA1c を比較した。
【結果】
（1）対象者は 793 名、そのうち参加群は 78 名、対照群は 714 名であった。
継続受診率は参加群が 64.1％、対照群が 40.5％であり、参加群で高い傾向
にあった。
（2）継続受診者のうち参加群と対照群とで性別、年齢に有意な差は見られ
なかった。参加群も対照群もHbA1c の値は開始 3か月以降改善したが、
参加群では開始月のHbA1c が高値の者の割合が高く、その後の改善率が
高い傾向にあった。
【考察】
糖尿病教室参加者はそもそも治療意欲の高い集団であるというバイアス
を考慮する必要はあるが、教室による教育効果で継続受診率を高めたと
推察できる。参加群でHbA1c の改善率が高く、教室参加が治療によい影
響を与えていると考えられるため、治療意欲が低い集団に教室参加への
呼びかけを行うことで糖尿病患者全体の継続受診率・さらには治療効果
を高めることが期待できよう。

P1-62-3 血糖コントロール不良の糖尿病患者の行動変
容に向けたアプローチ

○
おかむら ゆ み

岡村 祐美
国立長寿医療研究センター 中4病棟

【研究目的】糖尿病の治療に関して，大部分は患者自身の「セルフケア行
動」によって大きく変わってくると考えられる。今回患者の個別性に合っ
た治療のアプローチについて検討したためここに報告する。【研究期間】
平成 25 年 9 月 17 日～平成 25 年 9 月 27 日、平成 25 年 10 月 22 日【方
法・結果】患者は家族で週 2回外食しており，食事に関して興味を持って
いた。そのため教育内容を食事に関する指導に絞り，外食をやめずにでき
る食事療法のメニューを提示した。退院から約 1か月後の診察では外食
時は入院中の指導を参考にしているとの発言が聞かれた。またHbA1c
は退院前の 9.3 から 9.1 まで低下していた。【考察】患者が疾患に関してど
のように考えているか「変化ステージモデル」を使用し，その段階に合わ
せて指導を行うことでセルフケア行動を強化することができた。患者の
食生活に合わせた指導によりHbA1c の数値が低下し，退院後に食生活が
改善できていた。食事における注意点を自分自身で考えることができた
ことで成功体験を積み重ね，自己効力感を高めることができると考えら
れる。そしてセルフケア能力を高める事へと繋がった。【結論】1．行動変
容を促すために「変化ステージモデル」を利用し患者の現状を知り，その
段階に合わせた指導が必要である。2．患者の現状について深く情報収集
を行い，患者の個別性に合わせた指導を行うことで患者のセルフケアを
継続させていくことができる。3．今までの患者の行動について否定せず，
認めながら自己効力感を高めることでセルフケア能力を高める事ができ
る。

P1-62-4 臨床検査技師が糖尿病患者教育をするために
できること

○
お が わ ゆ き こ

小川 由紀子、森本 直子、長瀬 教夫
NHO 東徳島医療センター 研究検査科

【はじめに】徳島県下では，臨床検査技師が糖尿病教室や SMBGに関わる
施設は多いが，個々に患者指導を行う施設は少ない．当センターでは，H
20 年から糖尿病教育入院のクリニカルパスに沿って臨床検査技師が検査
説明を行っている．初回入院の患者や高齢者に聞きなれない検査項目を
理解しやすい様に教育媒体を作成し，検査結果説明用シートを利用する
など工夫してきた．また，徳島県の技師会において当検査科の糖尿病患者
に対する指導方法を紹介する機会があり，参加技師に糖尿病指導につい
てのアンケートを実施した．今回はそのアンケートの調査結果と当検査
科の取り組みについて報告する．【方法と対象】2013 年 12 月 5 日徳島県技
師会での糖尿病指導の研修会で参加した技師を対象に，当検査科の取り
組みに対する意見や，糖尿病指導の現状や意向をアンケート調査した．
【結果】参加した技師のうち日本糖尿病療養指導士の資格を持っている人
は 1名であった．また 85％が糖尿病教室に 35％が SMBGの指導に関わ
り，検査説明をしている人は 25％であった．また，当検査科が利用して
いる教育媒体に対しては興味を抱き，取り組んでみたいという意見が多
く得られた．【まとめ】多くの施設が糖尿病教室のマンネリ化や高齢者に
対する指導に悩んでいた．臨床検査技師が検査説明をするのは良いが保
険点数が得られないという意見も 25％得られた．少なくとも前者の解決
法としては興味を引く教育媒体が有効だと考えた．後者は大きな課題で
あるが患者教育にとって検査結果を理解することは糖尿病コントロール
に重要であると考えるため，我々はこれからも関わっていきたいと考え
る．
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P1-62-5 当院での1型糖尿病診療における管理栄養士
の役割り

○
もりずみ らん

森住 蘭1、加藤 研2、大谷 弥里4、中山 環1、谷川 清1、
田矢 直大2、森田 灯子2、光井 絵理2、伊藤 孝仁3、瀧 秀樹2

NHO 大阪医療センター 栄養管理部1、
NHO 大阪医療センター 糖尿病内科2、NHO 大阪医療センター 腎臓内科3、
NHO 南和歌山医療センター 栄養管理室4

【はじめに】近年、1型糖尿病診療において、食事中の炭水化物量に応じた
インスリン量を注射するカーボカウントや持続皮下インスリン注入療法
（CSII）を用いたインスリン療法が広まってきた。当院では、2013 年 7
月より成人期を対象とした 1型糖尿病専門外来が開設された。そこでの 1
型糖尿病診療における管理栄養士の役割りを報告する。【外来での取り組
み】診察の前に栄養指導を実施し、管理栄養士が自己血糖測定器（SMBG）
のデータ解析を出力し、血糖推移と食事内容・活動量・インスリン量に
ついて患者と一緒に振り返りを行い問題点・改善点を見出す。患者の理
解度や意欲に応じてカーボカウントの情報提供、実践における評価や
CSII などの活用状況の確認と機能説明などを行う。栄養指導終了後、状況
や評価を主治医へ報告し、目標や方針の検討を行った後、管理栄養士が診
療に同席して患者と一緒に今後の課題を共有する。【入院での取り組み】
CSII 導入目的に入院した患者にはカーボカウントを同時に指導する。病
院食を指導媒体としカーボカウント用の指導教材を作成する。カーボカ
ウントの実践には看護師の確認のもとインスリン投与を行う。2回目の栄
養指導にて復習・疑問点について回答し、退院後の個々の患者の生活に
沿った計画を立てる。【結語】1型糖尿病患者における継続的な栄養指導
は、カーボカウントを用いたインスリン強化療法やCSII の理解度・活用
度が高まる。また、SMBGデータ解析は問題点を抽出しやすく、生活習慣、
活動量などの影響を考慮した血糖管理が可能となる。1型糖尿病診療にお
いて、患者自身の糖尿病管理能力を引き出すエンパワーメントアプロー
チには管理栄養士の役割りは大きいと考える。

P1-62-6 簡易血糖自己測定器において使用期限切れセ
ンサーを用いた場合の誤差について

○
よねざわ か な こ

米澤 加奈子1、岡田 唯1、稲葉 しおり1、城山 知鶴1、
尾畑 千代美1、稲垣 根子1、奥田 昌也2、田中 崇2、後藤 浩之2、
田中 剛史2、山本 初実3

NHO 三重中央医療センター 看護部1、NHO 三重中央医療センター 内科2、
NHO 三重中央医療センター 臨床研究部3

【はじめに】血糖自己測定器に使用するグルコースキット（センサー）に
は使用期限が表示されており、期限の過ぎたものを使用した場合、異常値
を示すことがあるとされている。今回、期限切れのセンサーを使用した場
合のデータの誤差について検討した。【対象・方法】A：グルテストエブ
リ（三和化学研究所）、B：ワンタッチウルトラビュー（ジョンソン・エン
ド・ジョンソン）において、それぞれ未開封であるが、使用期限から 1～
2年が経過したセンサーを用いて、検査室血糖値、使用期限内のセンサー
を用いた値と比較した。検体には検査用に採取された全血を用いた。数値
は平均±SD（mg�dl）で表記し、統計学的検討に paired�t test を用いた。
【結果】使用期限内のセンサーとの比較において、A（n＝10）、B（n＝17）
のいずれにおいても期限切れセンサーの方が（A : 165.0±68.7 vs 177.8±
70.8、B : 174.4±86.0 vs 182.2±90.2）が有意（p＝0.0002、p＝0.0008）に高
値を示した。検査室血糖値との比較においても、A（n＝74）、B（n＝81）
のいずれでも期限切れのセンサーの方が（A : 140.1±49.5 vs 156.1±57.6、
B : 141.5±54.0 vs 156.8±62.1）有意（p＜0.0001、p＜0.0001）に高値を示し
た。さらに検査室血糖値 100mg�dl 未満、100 以上 200mg�dl 未満、200
mg�dl 以上の 3群に分けて検討したが、おおむね、どの群においても同様
であった。【結論】使用期限の切れたセンサーでは異常高値を示す可能性
がある。

P1-62-7 大動脈弁閉鎖不全症を合併した原発性アルド
ステロン症の一例

○
ひ ら の ひ と し

平野 仁士、山元 芙美、室屋 隆浩、内藤 慎二、河部 庸次郎
NHO 嬉野医療センター 教育研修部

【はじめに】原発性アルドステロン症にも様々なサブタイプが存在する。
今回は大動脈閉鎖不全症を合併し大動脈弁置換術並びに左副腎摘出術を
施行し、術後すみやかに血圧・心機能の改善を認めたアルドステロン産
生腺腫の一例を報告する。【症例】63 歳男性。会社検診では 50 歳前までは
血圧正常であった。2008 年頃より収縮期血圧が 180mmHg程度まで上昇
し降圧薬加療されるも治療を自己中断していた。2012 年 5 月より高血圧、
高アルドステロン・低カリウム血症を指摘され原発性アルドステロン症
の精査目的に 2012 年 12 月に当科紹介となった。しかし重症大動脈弁閉
鎖不全症及び低心機能を有しており、2013 年 5 月大動脈弁置換術、僧帽弁
縫縮術が施行した。2013 年 11 月に原発性アルドステロン症精査目的に入
院とし副腎静脈サンプリング施行した結果、左副腎アルドステロン産生
腺腫と診断した。2013 年 11 月左副腎摘出術が施行し、BNPや血圧、カリ
ウム値は術後速やかな改善を認め、心保護目的のカンデサルタン 2mg
内服のみで降圧コントロールも良好となった。【考察】本症例では大動脈
閉鎖不全症による左室容量負荷並びに原発性アルドステロン症に伴う高
血圧による後負荷上昇により手術以前は左室機能不全を呈していた。大
動脈弁置換後には左室拡張末期径の改善を認めたがBNP値はやや上昇
基調であった。しかし左副腎アルドステロン産生腫瘍摘出後にはBNP
に関しても改善を認めた。BNPは局所、特に心臓でのRAS系の指標と考
えられており本症例では大動脈弁置換術後に左室容量負荷は改善したも
のの心臓での交感神経活性化状態は持続したままであったが左副腎摘出
術に伴うRAS系抑制によりBNPが改善傾向に向かったものと考えた。

P1-63-1 Dyspnea during exertion as a presenting
complaint of subarachnoid hemorrhage

○
せ き や

関矢 まり、林 弘人、佐藤 穣
NHO 関門医療センター 救急・総合診療科

Sudden Headache in the absence of focal neurologic symptoms is the
hallmark of subarachnoid hemorrhage（SAH）. But atypical presentation
such as neck pain or back pain is not rare in SAH. We here report 2
cases of patients presented as dyspnea during exertion as chief com-
plaint of SAH. 89�year�old�man with chronic heart failure was admitted
because of increasing dyspnea during exertion and slight headache. The
blood pressure was 213�144 mmHg and the SpO2 100％ while he was
breathing supplemental oxygen at 6L per minute by face mask. He was
diagnosed to have worsening of heart failure and treated with Ca
blocker and diuretics. Next day he became unconscious and brain CT
demonstrated SAH. The next case was 81�year�old�woman admitted
because of dyspnea during exertion and back headache while she was
traveling in Korea the day before admission. On admission the blood
pressure was 203�82 mmHg and the SpO2 97％ while she was breathing
ambient air. She was first suggested to have heart failure but was diag-
nosed to have SAH by brain CT. ECG revealed right bundle branch
block in first case but normal in second case. Excessive circulating
catecholamines may occur after SAH, causing severe hypertension and a
reversible cardiomyopathy sufficient to cause congestive heart failure.
Clinicians should be aware of dyspnea during exertion as a presenting
complaint of SAH.
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P1-63-2 A case of cardiac tamponade due to pu-
rulent pericarditis developed from pulmo-
nary suppuration

○
たかはし し ん や

高橋 伸弥1、柳沢 三郎1、菅野 幸太1、小林 紘生1、岩瀬 晴香1、
静 毅人1、斎藤 章宏1、福田 延昭1、広井 知歳1、相澤 智弘2、
茂木 充2

NHO 高崎総合医療センター 循環器内科1、NHO 高崎病院 呼吸器内科2

【case】62 years old, male【chief complaint】exertional dyspnea【clinical
history】One day he consulted another hospital because of exertional
dyspnea and anorexia. It was hypotension on first consultation and chest
CT showed atelectasis and infiltrative shadow of the right middle lobe
and a large quantity of pericardial effusion. So he were trancefered to
our hospital.【course in the hospital】Echocardiography showed the effu-
sion of the pericardial fluid that and the right side of the heart was col-
lapsed. We diagnosed cardiac tamponade because systolic blood pres-
sure decreased to 80 mmHg and performed urgent pericardial drainage,
it improved. In chest CT, the pericardium contacted with the infiltrative
shadow of the right middle lobe and Streptococcus Intermedius was de-
tected in a pericardial fluid, blood, sputum culture. Therefore it seems
that purulent pericarditis developed from direct transmission of pulmo-
nary suppuration and led to cardiac tamponade. Both pulmonary suppu-
ration and purulent pericarditis were improved by the administration of
antibiotics,he went home.【Discussion】It is reported that purulent peri-
carditis is extremely rare for a cause of the pericardial effusion, but inci-
dence of the cardiac tamponade and fatality rate is high. It was thought
to be necessary for immediate pericardial drainage and administration of
antibiotics.

P1-63-3 Risk of re�hospitalization in patients with
first�episode psychosis

○
ふくしま しょう

福嶋 翔、久我 引典、岩永 英之、上野 雄文、杠 岳文
NHO 肥前精神医療センター

OBJECTIVE
Prevention of relapse is a major goal of maintenance treatment in patients with
psychotic disorders. We investigated patients with first�episode psychosis and the
rate of relapse of them.
METHOD :
This is a historical cohort study designed to evaluate relapses in first�episode psy-
chosis patients from April 1, 2008 to March 31, 2013 in Hizen Psychiatric Center
（mean follow�up period was 2.7 years）.
We diagnosed patients with ICD 10 Criteria, and a total of 48 patients case records
were retrieved from a hospital database.
RESULTS :
The cumulative relapse rates were 16.7％ by 10 months. Of the 48 patients who
were retrieved, 45 patients were treated below 120 days in hospitalization, and 3
patients were treated over 121 days. 15 patients had re�hospitalization in the be-
low 120 days group, and 3 patients had re�hospitalization in the over 121 days
group（P＝0.021）.
Of the 48 patients, they were scored with LOCUS（Level of care utilization sys-
tem）at the first of admission, and we scored the patients again when 4 weeks
passed. 5 were excluded because they were not scored LOCUS perfectly. In the 17
patients who had re�hospitalization, the difference of median score III（co�morbid-
ity）was 0.12, and in the 25 patients who had no re�hospitalization, the difference
was�0.18（P＝0.017）. And In the 17 patients who had re�hospitalization, the differ-
ence of median score VI（volition to medical treatment participation）was�1.2, and
in the 25 patients who had no re�hospitalization, the difference was�0.7（P＝0.013）
CONCLUSIONS :
First�episode psychosis patients with diagnosis of schizophrenia had a higher risk
of relapse, if they were treated over 121 days in the hospitalization than treated
below 120 days. Furthermore, they had a higher risk of relapse if they were less
improved in scores of LOCUS evaluation parameters II and VI in the first 4 weeks.
We are recommended to discharge patients within 90 days for health care fee in
emergency psychiatry ward in Japan. But some patients need over 90 days as a
hospital stay.

P1-63-4 A case of acute cerebellitis with a unique
sequential change on MRI

○
す ず き さ え こ

鈴木 菜絵子1、加賀 元宗1、日下 奈都子1、植松 貢2、
萩野谷 和裕3、堅田 有宇1、松原 容子1、石田 智之1、
貴田岡 節子1、久間木 悟1

NHO 仙台医療センター 小児科1、東北大学病院 小児科2、
拓桃医療センター 小児科3

Acute cerebellitis with unilateral onset is extremely rare, and MRI is a
useful method for demonstrating cerebellar involvements. We report a
12 year�old girl with acute cerebellitis with a unique sequential change
on her MRI. Her brain MRI first showed cortical lesions mainly in the
right cerebellar hemisphere. These subsequently disappeared, and at the
same time, new lesions appeared in the opposite cerebellar hemisphere.
All the lesions were confined to gray matter in the cerebellum, and were
isotense on diffusion weighted imaging（DWI）and high intense on the
apparent diffusion coefficient（ADC）map, consistent with the character-
istic of vasogenic edema. The sequential MRI demonstrates conversion
of hemicerebellitis from unilateral to bilateral cerebellitis during sub-
acute phase, and vasogenic edema might be contributing to the patho-
genesis of acute cerebellitis in this patient.

P1-64-1 Management of postoperative alveolar
air leakage using a newly introduced
electronic digital chest drainage system

○
もり りょう

森 遼、高祖 英典、庄司 文裕、山崎 宏司、竹尾 貞則
NHO 九州医療センター 呼吸器センター 外科部門

Objectives : Analog chest drainage system（ACS）is generally used for
measuring alveolar air leakage（AAL）after a lung resection. Recently,
a new electronic digital chest drainage system（DCS）has been intro-
duced which enables the user to monitor instantaneous values of AAL
flow on its digital screen. The purpose of this study is to analyze the
AAL observed between ACS and DCS and their relationships. Methods :
We prospectively enrolled twenty�four patients who all underwent lung
resection at our institution. After lung surgery, we connected the pa-
tients’chest drainage tube to the ACS in parallel with DCS where by
switching over the systems both were available for analysis. In ACS,
AAL was assessed by direct observation of AAL, and graded to ACS
classification reported by Nakanishi. In DCS, the digital value of AAL
flow（ml�min）was recorded every 10 seconds for a span of 10 minutes.
The relationships of these data were analyzed. In addition, the optimal
digital value of AAL flow by DCS was assessed for safety removal of the
drainage tube. Results : The digital values of AAL flow by DCS were
highly correlated to ACS classification. The digital value below 10.6ml�
min was the point for safe chest drainage tube removal. Conclusion : The
relationship between ACS classification and DCS value was analyzed.
This study will help thoracic surgeons make easy transition from ACS to
DCS.
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P1-64-2 A case of self�expandable metal stent
（SEMS）placement for relieving extrinsic
jejunal obstruction due to pancreatic
cancer

○
にしむら ともゆき

西村 朋之1、桑井 寿雄2、飯尾 澄夫2、壷井 章克2、山下 賢2、
保田 和毅2、森 豪2、山口 敏紀2、山口 厚2、河野 博孝2、
高野 弘嗣2

NHO 呉医療センター 臨床研修部1、NHO 呉医療センター 消化器科2

Self�expandable metal stents（SEMS）are now regarded as effective and
safe intervention for malignant esophageal, gastric, duodenal and col-
orectal obstructions. However, it is still considered that SEMS placement
for jejunal obstruction is extremely difficult. In this report, we described
a rare case of SEMS placement for extrinsic jejunal obstruction.
An 88�year�old Japanese female complained of anorexia and weight loss
for two months and referred to department of gastroenterology in our
hospital. The laboratory date showed abnormally high level of CEA and
CA 19�9. Computed tomography（CT）examination identified a 4.0cm
mass in the pancreatic head, jejunal obstruction, and hepatic metastasis.
According to these finding, she was diagnosed with extrinsic jejunal ob-
struction due to pancreatic cancer. Considering age and PS, she under-
went SEMS placement for the obstruction by over the guide wire
（OGW）technique with overtube of double balloon endoscopy. After the
stent placement, she got to be able to take food orally without serious ad-
verse events. These findings supported that SEMS placement could be
one of the treatments for relieving malignant jejunal obstruction.

P1-64-3 Multivariate Analysis of Factors Influenc-
ing a Period of Indwelling Closed�Suction
Drains in Breast Reconstruction with
Tissue Expanders

○
ときよし たかひろ

時吉 貴宏、河村 進、服部 千春
NHO 四国がんセンター 形成外科

Background : In a recent survey, 81％ of surgeons reported using
closed�suction drains in breast reconstruction. Despite their widespread
use, there are no evidence�based guidelines on the management of
drains. This study analyzed factors that could affect drain permanence
in tissue expanders（TEs）used for breast reconstruction.
Methods : We retrospectively assessed patients undergoing immediate
breast reconstruction with TEs（Natrelle 133, Allergan, USA）from April
2013 to April 2014 in Shikoku Cancer Center. All TEs were inserted sub-
pectorally, and lateral pockets were closed using the anterior serratus.
We used closed�suction drains in and on the TE pocket. An extra drain
was indwelled in the axilla for patients who underwent axillary dissec-
tion. The drains were removed when the volume was ＜50 ml over 24
h. Patient variables［age, body mass index（BMI）, TE size, mastectomy
type, and need for axillary dissection］were noted. The endpoint was
drain permanence�10 days.
Result : Thirty�four consecutive immediate breast reconstruction pa-
tients were surveyed. Age ranged from 33 to 64 years（mean 47.7）, BMI
18.4�32.2 kg�m2（mean 23.0）, and TE size 250�500 ml. Four patients had
undergone nipple�sparing mastectomy and 30 total mastectomy. Nine
patients underwent axillary dissection and 24 sentinel lymph node bi-
opsy, and 1 patient needed no axillary operation. Drain permanence
ranged from 6 to 12 days（mean 7.8）for all patients and over 10 days for
8. The only variable showing statistical significance was BMI（p＝0.003）.
Conclusion : BMI was a determinant of drain permanence. Thus, the
higher the BMI, the longer the hospital stay.

P1-64-4 Clinical experiences with immediate
emergency free flow�through ALT flaps
for Gustilo�Anderson type III C open frac-
tures

○
さいじょう ひ ろ と

西條 広人、林田 健志、諸岡 真、藤岡 正樹
NHO 長崎医療センター 形成外科

【Objective】Severe open fracture of the extremities often causes loss of
blood vessels as well as soft�tissue defects. In such cases, we performed
immediate emergency free flap transfer.【Methods】Over 2 years we per-
formed immediate emergency free flap transfer for the 3 patients with
Gustilo�Anderson type III C open fracture. In all cases, we transplanted
the free flow�through anterolateral thigh（ALT）flap and continued re-
vascularization by interposing the descending branch of lateral circum-
flex femoral artery to the defect of the ruptured artery. Case 1 ; A 32�
year�old man with both radial artery and ulnar artery had been rup-
tured by the Gustilo�Anderson type III C open fracture of the forearm.
Case 2 ; A 64�year�old man with the posterior tibial artery had been rup-
tured by the Gustilo�Anderson type III C open fracture of the lower leg.
Case 3 ; A 27�year�old man with the posterior tibial artery had been rup-
tured by the Gustilo�Anderson type III C open fracture of the lower leg.
【Results】The flaps were completely engrafted and wounds healed suc-
cessfully in all cases.【Conclusion】The advantages of flow�through ALT
flap are the recipient arterial flow is preserved, resulting in no sacrifice
of major vessels and muscle. Free flow�through ALT flaps as an immedi-
ate emergency flaps are useful for coverage of soft�tissue defects requir-
ing revascularization of ischemic extremities.

P1-64-5 Current Practices Among Plastic Sur-
geons Regarding Lymphatic Venous An-
astomosis for Secondary Lymphedema :
A Survey for Effective Therapy

○
ときよし たかひろ

時吉 貴宏、河村 進、服部 千春
NHO 四国がんセンター 形成外科

Background : For cancer survivors, secondary lymphedema is a critical
complication as it decreases quality of life. Primary treatment is conser-
vative therapy involving compressing extremities ; complete healing is
not been obtained. Lymphatic venous anastomosis（LVA）is assumed to
improve therapeutic efficacy. We aimed to assess current practices and
variations in the use of LVA.
Methods : We designed and administered self�reported surveys to 450
members of the Japanese Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
in July 2013.
Results : We analyzed 53 of 78 surveys reporting experience of LVA. No
surgical indication of LVA was reported by 46％ of surgeons. Many per-
formed preoperative examination with indocyanine green（70％）and
lymphoscintigraphy（50％）. Preoperative conservative therapy was re-
ported by 60％ of surgeons. Most patients（92％）were hospitalized for
surgery. Surgeons were divided on anesthesia, anastomosis, and postop-
erative bed rest : general（45％）vs local（32％）anesthesia, end�to�end
（22％）vs end�to�side（22％）anastomosis, and limited bed rest（44％）vs
no limit（41％）, respectively. Most surgeons preferred to administer anti-
biotics（89％）and not anticoagulants（81％）postoperatively. Many sur-
geons（81％）reported positive outcomes with surgery combined with
conservative therapy.
Conclusions : This result shows a consensus for hospitalization, drug use,
and efficacy for surgery but no consensus for indications for surgery,
preoperative examination and care, anesthesia, anastomosis manner,
postoperative bed rest. Prospective studies to standardize surgery for
lymphedema are required.
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P1-65-1 Relation between WT1 mRNA Expres-
sion and Hematologic Response in Myel-
odysplasitc Syndrome with Azacitidine
Treatment

○
くりもと み わ

栗本 美和、永田 明久、関口 直宏、能登 俊、竹迫 直樹
NHO 災害医療センター 血液内科

Azacitidine（AZA）is approved for treatment of myelodysplastic syn-
drome（MDS）. Some reports revealed that expression of Wilms’ tumor
gene（WT1）mRNA correlated with WHO subtype and risk of IPSS. Here,
we retrospectively analyzed the relation between WT1 mRNA expres-
sion and treatment effect of MDS patients. Twelve cases were available
in this study. Median age was 69 years（range 32�40）. The duration from
diagnosis to start of therapy was 0�84 months. According to 2008 WHO
classifications, cases of RCMD, RAEB�1, and RAEB�2 was 5, 4, and 3, re-
spectively. Int�1, int�2, and high by International Prognostic Scoring Sys-
tem was 9, 2, and 1, respectively. The median cycle of AZA treatment
was 10 cycles（1�30）. Five patients obtained hematological response.
Some cases showed relation between hematologic response and expres-
sion of WT1 mRNA level. In 5 cases, WT1 mRNA expression was nega-
tive during hematological response, however, in 2 cases, WT1 mRNA ex-
pression increased together with disease progression. Four cases with
positive expression of WT1 mRNA was stable disease while WT1 mRNA
expression level was invariable. In conclusion, WT1 mRNA expression
might be useful marker for evaluating the hematologic response in cases
with AZA treatment.

P1-65-2 A struggle with an elderly case of pulmo-
nary aspergillosis forming a cavity during
the course of microscopic polyangiitis

○
はら けんたろう

原 健太朗、坂梨 綾、富田 正郎、梶原 健吾、藤本 歌織、
三浦 玲、松永 愛子

NHO 熊本医療センター 腎臓内科

Here, we report an interesting case of microscopic polyangiitis（MPA）
complicated with pulmonary aspergillosis. A 72�year�old woman was ad-
mitted to our hospital because of appetite loss, malaise and lung cavity.
Eighteen months before admission, she was diagnosed as MPA with rap-
idly progressive glomerulonephritis. She was treated with hemodialysis,
corticosteroids, and immunosuppressive agents. We discontinued hemo-
dialysis since her renal function stabilized（eGFR 10ml�min�1.73m2）with
PSL10mg�day and MZL100mg�day. Two months later, she felt appetite
loss and malaise. Her chest X�ray revealed a cavity at the left upper
lobe. Aspergillus antigen was positive and we diagnosed as pulmonary
aspergillosis. The cavity regressed by the L�AMPH treatment. We re-
duced immunosuppression therapy.
Afterward, the patient suffered from alveolar hemorrhage and pleural
effusion. We faced to decide whether to increase or decrease the im-
munosuppressant and steroid. We also resume hemodialysis because her
renal function deteriolated. Finally, she is still alive 6 months after the as-
pergillus infection.
In summary, this case suggests that meticulous assessment and proper
decisions are critical in the management of complicated MPA patients.

P1-65-3 Systemic lupus erythematosus（SLE）
complicated by pulmonary nocardiosis

○
て し が わ ら さとる

勅使川原 悟1、大島 至郎1、由良 亜紀子1、片山 理人1、
吉村 麻衣子1、田中 枝里子1、辻 聡一郎1、原田 芳徳1、
松下 正人1、橋本 淳1、佐伯 行彦2

NHO 大阪南医療センター リウマチ・膠原病・アレルギー科1、
NHO 大阪南医療センター 臨床研究部2

【I.D.】A sixty year�old female【HPI】A refractory SLE patient under im-
munosuppressive therapy was presented fever and hemoptysis.Chest
CT scan showed cavernous lesions in right upper lobe.Sputum cultures
（include acid�fast bacteria and fungus）were all negative.An exacerba-
tion of SLE was denied by blood examination.First transbrochial lung bi-
opsy（TBLB）suggested lung abscess or acute lupus pneumonitis.After-
wards, she was admitted to our hospital because of high fever and hy-
poxia and deep venous thrombosis of left lower extremity.Bilateral pul-
monary embolisms were revealed in chest CT scan.High dose predniso-
lone,ampicillin�sulbactam and continuous heparin infusion were started.
Lung lesions were once ameliorated but exacerbation was admitted af-
terward.Repeated sputum cultures and cytology were negative over a
half month.Finally Noacrdia spieces was detected by second TBLB.Lung
lesions were successfully treated by Trimetprim�sulfametoxazole
（ST）and imipenem�cilastatin infusion and following oral ST and minocy-
cline.【Discussion】Pulmonary nocardiosis is one of the most important in-
fection in immunocompromised host.In our case,in spite of intensive im-
munosuppressive therapy free from antibiotics,no rapid progression was
observed in half a month.It was atypical clinical course.We discussed
characteristics about pulmonary nocardiosis with some reviews of the lit-
erature.

P1-65-4 A case of acute�onset neuro�Behcet’s
disease manifested by aseptic meningi-
tis

○
もり しゅんすけ

森 俊輔、中村 真隆、樋口 茉希子、児玉 尚子、郭 悠、
高濱 宗一郎、南 留美、宮村 知也、山本 政弘、末松 栄一

NHO 九州医療センター 膠原病内科

A 53�year�old woman with 17�year history of incomplete Behcet’s dis-
ease（BD）including recurrent oral aphtha, genital ulcer and folliculitis
had complained of headache without any evidence of the disease activity
and taken a non�steroidal anti�inflammatory drug（NSAID）for a month.
Examination of cerebrospinal fluid（CSF）revealed markedly increased
number of mononuclear cells without bacterial infection, thus she was di-
agnosed with aseptic meningitis. Suspecting that meningitis had been
caused by the NSAID or virus, we immediately withdrew the drug and
checked several viruses by PCR method. However, any viral infection
was not detectable and the cell number in CSF remained augmented
during two weeks after withdrawal of the drug. Therefore, we con-
cluded aseptic meningitis due to a central nervous system involvement
of acute�onset neuro�BD. She was treated with 1mg�kg prednisolone to-
gether with colchicine, leading to improvement in CSF findings and her
clinical symptoms. Previous studies reported that meningeal lesions
alone were found in 1�1.4％ of neuro�BD, suggesting relatively uncom-
mon complication among neuro�BD. We here report a rare case of
neuro�BD with recent literature.
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P1-66-1 Retrospective Assessment for Treat-
ment Strategy in Patients with Myocar-
dial Infarction Resulted in Cardiac Death

○
も う り しょうご

毛利 翔悟、片岡 哲郎、安崎 和博、楠元 啓介、樋口 公嗣、
久保 忠弘、田中 秀樹、薗田 正浩、中島 均、皆越 眞一

NHO 鹿児島医療センター 循環器科

Background :Although percutaneous coronary intervention（PCI）and
cardiac surgery are established as a treatment for patients with myocar-
dial infarction（MI）. Unfortunately, we sometimes experienced MI pa-
tients who were treated conservatively without PCI nor cardiac surgery,
but resulted in cardiac death. Methods and Results :A total of 858 pa-
tients with MI were enrolled in this study who admitted in our hospital
between April 2007 and December 2013, and 72 patients were resulted
in hospital cardiac death. The mortality was 8.4％. Consecutive 72 car-
diac death patients were divided into two groups ; patients with PCI
and�or cardiac surgery as an intensive group（n＝47）and patients with-
out PCI nor cardiac surgery as a conservative group（n＝25）. We com-
pared several patient clinical profile influencing to cardiac death. Age, fe-
male sex, body surface area（BSA）, body mass index（BMI）, and brain
natriuretic peptide were higher in conservative group than in intensive
group（p＜0.001, p＝0.02, p＝0.04, p＝0.002, and p＝0.04, respectively）.
The ratio of the patients with multi�vessel disease suspected by electro-
cardiogram was higher in intensive group than in conservative group
（p＜0.001）. Conclusions : These results suggest that female MI patients
with advanced age, small body, and suspected single vessel disease in
conservative therapy group may be associated with high mortality.

P1-66-2 Optical coherence tomography imaging
of“black�hole”phenomenon in a case of
recurrent in�stent restenosis

○
は ら だ ともなり

原田 智成、柳沢 三朗、菅野 幸太、小林 紘生、岩瀬 晴香、
静 毅人、齋藤 章宏、福田 延昭、廣井 知歳、佐々木 豊志、
金澤 紀雄

NHO 高崎総合医療センター 循環器内科

A 79 year�old�man with a recurrent history of in�stent restenosis five
times during the last two years in the mid left anterior descending ar-
tery was admitted with stable angina. The 1st PCI was performed with
Paclitaxel�eluting stent（PES）, and the 4th PCI was performed with
Everolimus�eluting stent overlapping the PES. Angiography showed se-
vere luminal narrowing in the stent. Intravascular ultrasound（IVUS）re-
vealed a“black�hole”phenomenon in the overlapped segment of the two
stents. Optical coherence tomography（OCT）of the corresponding seg-
ment demonstrated a layered structure composed of thin inner layers
with high�intensity signals and outer layers with low�intensity signals.
The“black�hole”lesion was dilated with a 3.5×10mm Cutting balloon
and final angiography, IVUS and OCT confirmed a decrease of the
“black�hole”area and satisfactory results.

P1-66-3 The Difference of Immunohistochemical
Features of Ductular Reaction between
FNH and Hepatocellular Adenoma

○
くろはま ひろかず

黒濱 大和1、三原 裕美1、阿比留 正剛2、蒲原 行雄3、伊東 正博1

NHO 長崎医療センター 病理診断科1、NHO 長崎医療センター 肝臓内科2、
NHO 長崎医療センター 外科3

［Background］Focal nodular hyperplasia（FNH）and hepatocellular ade-
noma（HCA）often show similar morphological feature such as ductular
reaction（DR）, hence it is difficult to distinguish these two lesions by con-
ventional methods. DR is a characteristic feature composed of increased
numbers of small bile ducts and inflammation, and has various roles in
regeneration, fibrogenesis, and carcinogenesis in liver diseases. Recently,
the association of hepatic progenitor cell（HPC）activation and DR has
been pointed out in various liver disease. HPC is immature and bipotent
（hepatocytic and biliary lineage）cell. In this study, we evaluated the im-
munohistochemical characters of DR in FNA and HCA, in a view point of
HPC markers expression.［Method］On surgical resected specimens of 3
FNHs and 3 HCAs, we performed immunohistostaining of NCAM（CD
56）, EpCAM（MOC31）, vimentin, CK19, chromogranin A and c�kit, as
HPC markers. We also stained HEP�PAR�1 and CK7, as marker of hepa-
tocytic and biliary lineage, respectively.［Result］NCAM, EpCAM and
vimentin were positive in DR in all 3 FNHs, but negative in all 3 HCAs.
CK19 was positive in 2 FNHs. HEP�PAR�1 and CK7 were both positive
in DR in 3 FNHs.［Conclusion］These data suggest that DR in FNH might
be associated with HPC activation, but DR in HCA might not. NCAM,
EpCAM, vimentin and CK19 are useful makers to distinguish between
FNH and HCA.

P1-66-4 A study of EGFR gene mutation in pulmo-
nary adenocarcinomas and their re-
sponse to chemotherapy in Ureshino
Medical Center

○
ふ じ い ゆ か

藤井 由佳1、佐々木 栄祐2、中野 浩文2、由良 博一2、
内藤 愼二1、河部 庸次郎3

NHO 嬉野医療センター 教育研修部1、
NHO 嬉野医療センター 呼吸器内科2、NHO 嬉野医療センター 内科3

Introduction : Recently some pulmonary adenocarcinomas（PAs）with
EGFR gene mutation has been detected and molecular targeted drugs
EGFR�TKIs are highly effective to them. Ureshino city, closed in by the
mountains, has a history as it was isolated from other areas for a long
time. Therefore, we often experience unusual diseases such as ulcerative
colitis and sarcoidosis, which are thought to be associated with genetic
inheritance and�or infection. In this study, we examined EGFR gene mu-
tation in PAs and their response to chemotherapy by using the samples
of Ureshino Medical Center（UMC）as compared to the data of the whole
country（WC）. Materials and methods : In 147 cases diagnosed as PAs in
UMC, 44 EGFR gene mutation positive cases were picked up. The target
regions such as exon18,19,20 and 21 in extracted DNA were examined
by the PCR Invader Assay.Results : Major gene mutation（L858R, E746�
A750 type 1,2,3）and minor gene mutation were 81.8％ and 18.2％ respec-
tively in UMC and 83.7％ and 16.3％ in the WC. The responsive rate of
EGFR�TKI against EGFR mutation positive PAs is 78.5％ in UMC and
about 70％ in the WC. Conclusion : There is not remarkable differences
in the pattern of EGFR gene mutation and the effect of EGFR�TKI in
PAs between in UMC and in the WC, suggesting that the quality of che-
motherapy performed in UMC is almost same as which in the WC.
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P1-66-5 Current status of Accelerated Partial
Breast Irradiation（APBI）for early breast
cancer patients in Kyusyu Medical Cen-
ter

○
あ か し も も こ

赤司 桃子1、高橋 龍司1、名本 路花1、中川 志乃1、松村 泰成2

NHO 九州医療センター 乳腺センター1、NHO 九州医療センター 放射線科2

Purpose�Objective（s）：Early breast cancer patients spend 5 days a
week, at least 5 to 6 weeks for whole breast irradiation following breast
conserving surgery.Accelerated Partial Breast Irradiation（APBI）in-
volves treating a limited volume of breast tissue, with dose of irradiation
per fraction increased and the treatment time course decreased. Al-
though several phase III clinical trials have being conducted overseas,
there are a few clinical studies in Japan.Materials�Methods : Between
August 2009 and July 2014, eight patients with early stage breast cancer
were treated with APBI after breast conserving surgery. Patients re-
ceived 36Gy in 6Gy fractions given twice daily over three consecutive
days.Results : All patients had successfully completed APBI. Median age
was 52 years（range, 43�60 years）, and median follow�up period was 40.8
months（range, 4�56 months）. Median tumor size was 1.4cm（range, mic�
3.3cm）, and all surgical margins were negative. Two patients had posi-
tive axillary nodal status and three patients underwent adjuvant chemo-
therapy before APBI. There was no locoregional recurrence, but a dis-
tant metastasis in a patient with triple�negative subtype.Conclusion :
APBI could reduce the treatment period of irradiation after breast con-
serving surgery. However, we need a result of phase III trial to evaluate
its clinical benefit and determine patient selection criteria.

P2-1-1 当院職員に対して喫煙と健康に関するアン
ケートを実施して

○
お さ だ の り こ

長田 祝子、今利 佑子、岩原 有里、丸川 將臣
NHO 福山医療センター 臨床研究部

【目的】当院は敷地内禁煙を実施して 7年になる。今回、禁煙対策の一環
として職員の現在の喫煙に対する意識調査を実施した。【対象と方法】当
院職員（非常勤職員を含む）691 名に対して、無記名でのアンケートを平
成 26 年 2 月に実施した。【結果】回答数 474 名で、回収率 69％であった。
喫煙率は職員全体では 9％（474 名中 41 名）で、男性では 22％（104 名中
23 名）、女性では 5％（370 名中 18 名）であった。また、職種別では医師
4％（45 名中 2名）、看護業務 5％（256 名中 14 名）、事務職 15％（72 名中
11 名）、コメディカル 13％（70 名中 9名）、その他 17％（30 名中 5名）で
あった。禁煙については 81 名（17％）の方が成功されていたが、健康上
の理由が多かった。一方、受動喫煙に関連して、家族の喫煙に関する質問
では、133 名（28％）の職員が、喫煙者ありとの回答であった。敷地内禁
煙については、健康によいとの意見が最も多く、病院職員として患者・家
族に禁煙を指導すべきと考えている方が 77％に認められた。喫煙関連疾
患や用語についての理解では、クモ膜下出血や乳幼児突然死症候群、禁煙
補助薬について約 50％の認知度であった。呼吸器疾患に関する質問で
は、6％の方が現在有りと回答されていた。【考察と結語】患者・家族への
禁煙の指導に当たり、呼吸器内科医のみならず病院全職員の、喫煙の害と
禁煙の必要性についての認識の重要性が指摘されており、アンケート調
査を実施した。今回の結果を基に禁煙による予防医療の重要性の啓蒙活
動に努め、職員の禁煙意識の向上に努めていきたい。

P2-1-2 診療情報管理室における病名コーディング
（ICD10コーディング）の知識向上への取組み

○
お ざ き ま さ と

尾崎 真人、藤岡 ひかる、濱脇 正好、馬場 愛、野中 由美、
原 彩香、渡辺 千聖、西田 豊子、永石 賢美、植田 千尋、
薗田 いづみ、大工園 紫乃、吉冨 裕子

NHO 長崎医療センター 診療情報管理室

【背景】診療情報管理室に在籍する 11 名のスタッフの日常業務の一つと
して ICD10 による病名コーディング（以下コーディング）がある。主な
関連業務としてDPCチェック・退院患者登録・退院サマリー受取業務
があり正確なコーディングは重要な意味を持つ。そのため 2013 年 6 月よ
りコーディングの知識向上を図るための対策を行った。
【方法】まずコーディングの共有事項・注意事項がある場合、これまでは
回覧のみを行っていたがそれをミーティングによる情報共有へ変更し
た。次に医学・コーディングの知識向上のため、疾病・病名コーディング
勉強会（以下勉強会）を毎週 1回スタッフが持ち回りで行った。併せてス
タッフへ知識・勉強・共有・研修・意欲の項目を 5段階の自己評価で
行った（取組の前後）。
【結果】2013 年 6 月から 2014 年 3 月までのミーティングで共有した ICD
10 コード数は 211 件であった。一方、勉強会は 2013 年 11 月から 2014
年 4 月まで計 18 回行いこの間に共有した ICD10 コード数は 285 件だっ
た。またアンケートによる自己評価の平均点は 2.9 から 4.1 へ 1.2 ポイン
ト上がった。
【考察】ミーティングや勉強会がコーディングの知識向上に役立ち、さら
にはDPCチェック・退院患者登録・退院サマリー受取業務への良い効
果も表れた。一方で勉強会の資料準備に時間を要しすぎるスタッフがい
たため継続には今後対策が必要と考える。
【結語】ミーティングを通してお互いに議論すること、また勉強会を通し
て疾病・病名コーディングに関する知識が向上することにより、DPC
チェック・退院患者登録・退院サマリー受取業務の質も高まった。今後
もマニュアルを横に置きながらコーディングの質の向上に努め医療の質
を高めていきたい。

P2-1-3 タイムスタディ調査による外科における医師
事務作業補助者の業務補助実態と今後

○
の じ り ひ で み

野尻 秀美1、片渕 茂1、芳賀 克夫2、宮成 信友2、水元 孝郎2、
松本 克考2、冨樫 陽彦2、森田 圭介2、木下 浩一2、大内 繭子2、
藤木 義敬2、北野 雄希2

NHO 熊本医療センター 統括診療部1、NHO 熊本医療センター 外科2

＜目的＞当院外科では医師 11 名に対し現在 2名の医師事務作業補助者
（以下ドクター秘書）が配置されている。補助業務の評価と今後拡大する
業務を検討するため、外科医師とドクター秘書にアンケート調査とタイ
ムスタディ調査を実施した。＜方法＞外科医師に実際に陪席をしている
秘書個人についてドクター秘書の補助業務に関するアンケート調査を
行った。外科医師とドクター秘書のタイムスタディ調査を、1週間（土日
を含む）24 時間 10 分単位で記載を依頼した。＜結果＞医師へのアンケー
ト調査で補助希望の順位は診断書業務、 診療記録代行入力（初診時入力、
プロブレム入力）、オーダー代行入力、診療情報提供書作成であった。NCD
登録業務補助にあたる症例登録業務は 7番目であった。医師が補助が可
能と考えるが現在実現割合が低かったものはDPC調査票入力、外来診
察、処置時の PHS応対、学術活動の実績管理、学会資料作成、学会出張
等の各種手配であった。ドクター秘書が一番時間をかけている業務は
NCD登録業務であり、次いで外来業務、診断書作成業務であった。1週間
の医師のタイムスタディの結果は病棟業務 27％次いで手術は 23％、外来
割合は 7％であった。＜考察＞NCD登録は長時間を要し、医師の業務負
担軽減に大きく貢献しているが一度も入力したことがない医師がほとん
どであり評価は高くなかった。＜結語＞外科医師は多忙であり事務作業
をする時間は少なく、ドクター秘書の補助は勤務負担軽減に有用であっ
た。補助している業務に関して評価は高いが現在まだ許可の下りていな
い業務で要望の多いものがあった。今後ドクター秘書の補助はさらに広
げる必要がある。
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P2-1-4 文書システムを導入したサマリ督促業務の効
率化とその成果～医師事務作業補助者による
進捗管理の充実を目指して～

○
きたはら あ き こ

北原 明子、杉田 瑞枝、豊田 藍子、上篠 恵里、永田 修
NHO 埼玉病院 企画課 診療情報管理室

【目的】当院ではサマリ等の記載から入力確認まで文書管理システムにて
行っている。入院患者の増加に伴い、サマリ等の入力項目の不備に対する
記載の確認と督促、未作成文書の督促など業務が増加傾向にある。医師事
務作業補助者が複数で確認作業を行っているため情報を一元化すること
が必要となった。【方法】現在の督促業務の対象文書は「医師サマリ」・
「看護サマリ」・「手術記録」をはじめ各処置のレポートである。当院に導
入されている文書管理システムの機能を使い、督促の項目をまとめた「サ
マリ記載状況確認票」を患者ごとに作成し、日々の業務で確認した各文書
に対しての進捗状況を一元化することとした。また、この確認票の中にあ
るデータを集計し、記載率や記載状況の分析を行い、分析結果を記載者へ
フィードバックすることとした。【結果】「サマリ記載状況確認票」を用い
ることで、今まで把握が困難だった記載医師の変更、転科時サマリの記載
状況、併科の手術記録、複数の処置のレポートの作成状況が容易に確認で
きるようになった。的確なタイミングでの督促を行うことにより、「医師
サマリ」は 1年間で約 10％記載率が向上した。また、データの集計を定
期的に行い、記載状況の傾向を分析してカルテ委員会で情報を共有し、記
載率向上の対策を委員間で話し合うことができた。【考察】「サマリ記載状
況確認票」を作成したことにより、確認者の業務整理ができただけではな
く、データの分析を容易に行えるようになった。分析結果を医局会で公表
し、院内にポスターを掲示することなどにより記載者の意識向上に効果
的であったと考える。

P2-1-5 耳鼻咽喉科医師事務作業補助者の業務拡大を
目指して

○
みやもと ま さ こ

宮本 雅子、上村 尚樹、片渕 茂
NHO 熊本医療センター 統括診療部

【はじめに】当院耳鼻咽喉科において 2008 年には 4名、2009 年 3 月時点で
医師 3名が在籍。その後 2010 年 12 月をもって一旦診療科閉鎖となり、
2011 年 3 月より常勤医師 1名にて診療を再開し、外来・入院の診療に当
たっている。医師事務作業補助者（以下ドクター秘書）1名は 2011 年 3
月より外来配置となった。【現状】外来日は週 3日とし、ドクター秘書陪
席にて、電子カルテでの診療録入力、オーダリング、検査結果記載、病名
登録等を代行。週 2日を手術日とし、年約 170 例の手術を施行。ドクター
秘書はサマリー、紹介状・返書、診断書等の文書作成補助を行っている。
【方法】ドクター秘書配置前後での医師 1名の担当患者数を外来・入院別
に検証。また、1週間の医師とドクター秘書のタイムスタディ調査を行い、
各々の業務内容を考察した。【結果】2008 年 1 年間の医師 1名当たりの入
院患者数は 161 名であったが、ドクター秘書配置後の 2011 年は 186 名。
2012 年 245 名、2013 年には 241 名と約 1.5 倍に増大している。また、外来
は診療制限を行い約 1割増加に留めている。医師とドクター秘書の業務
内容のタイムスタディ調査では医師が診療にあたる間、ドクター秘書は
オーダリング、返書記載等を代行。医師は診療外の時間に代行文書の確認
作業を行っていることがわかった。【考察】熊本市中における入院設備を
有する耳鼻咽喉科勤務医は顕著に減少しており、医師一人にかかる事務
作業は大きな負担となっている。ドクター秘書が専門性を高め、多岐に
渡って補助を行うことにより、医師は本来の業務に専念することが可能
となり、地域から求められている診療に貢献できる考える。

P2-1-6 当院における栄養管理の実態について～栄養
管理計画書を用いて～

○
ひらまつ ゆ み

平松 佑美、滝澤 栞、恒次 真紀、神原 知佐子、竹内 治子
NHO 福山医療センター 栄養管理室

【背景・目的】入院患者の栄養管理は、医師、看護師、管理栄養士が共同
して「栄養管理計画書」を作成することで取り組んでいる。病棟担当管理
栄養士 5名は、栄養状態、疾病、摂取量、摂食機能及び食事形態などを確
認し医師や看護師と連絡を取り、より適正な栄養管理が行えるための提
案を行っている。しかし、経験年数が様々であるためか、各管理栄養士の
栄養評価や提案内容の作成指標にバラツキが生じていることが分かっ
た。管理栄養士の誰もが同じ目線で栄養管理が行えるための「栄養管理計
画書」作成方法への取り組みを行ったので報告する。【取り組み】各管理
栄養士の 7種類（糖尿病・高血圧・腎臓病・術後（消化器・整形）・妊産
婦・幼児）の栄養管理計画書をピックアップし、作成内容の差異を分析し
た。実態にあった作成指標へのミーティングを行い「栄養管理計画書」作
成マニュアルの改訂とフローチャート作成を行った。新「栄養管理計画
書」マニュアルとフローチャートを用いて各管理栄養士が「栄養管理計画
書」を作成し、統一された運用が出来ているかを確認した。【結果・まと
め】「栄養管理計画書」作成マニュアルの改訂、フローチャート作成によ
り、管理栄養士間の栄養評価や提案内容の作成指標考え方のバラツキは
改善出来、管理栄養士の誰もが同じ目線で栄養管理が行える一歩になっ
た。今後、新採用や転勤による病棟担当管理栄養士の交代時の教育用マ
ニュアルとして活用したい。

P2-1-7 給食管理における患者サービス向上への取り
組みについて―退院メニュー食への挑戦―

○
まつもと ゆ う や

松本 祐耶、佐藤 真理、鈴木 栄、関 晴朗
NHO いわき病院 栄養管理室

（はじめに）昨今、給食管理について、各施設患者サービスの向上を目的
に様々な取り組みを行っている。今回当院では、一部の患者への食事サー
ビスを廃止し、経口摂取の全患者に対して食事サービス（退院メニュー
食）の提供を実施したので、その取り組みについて報告する。（経過）患
者サービスの一環として、選択メニュー食を一般食の常食を対象に、週 1
回実施している。メニューは、栄養士が対象者の所へ直接聞き取りを行う
が、訪問しても対象者が不在で、メニューの確認がとれない事があるな
ど、結果患者満足度は低かった。また、非対象者からは、選択メニュー食
に対して不満があがるなど、選択メニュー食の継続に疑問が浮上した。そ
こで、今回選択メニュー食を廃止し、退院メニュー食を考案した。当初は、
栄養管理室だけで検討していたが、退院日の把握、退院メニュー食にかか
る費用などの問題もあり、病院全体で退院メニュー食について検討し、完
成した。また、導入後、アンケートを実施することで、退院メニュー食に
対して患者の意見を反映させ、患者が望むサービスの提供につながった。
（まとめ）給食管理における患者サービスの導入は、厨房内の人員やメ
ニューに係る金銭の問題等から、導入困難な状況がある。しかし、病院全
体で検討することで、実現の可能性が高いと実感した。また、当院の選択
メニュー食は上記の理由により、患者満足度につながらないサービスを
継続していた。これをふまえ、取り組み後には必ず評価を行い見直すこと
が必要である。今後も、給食管理についての問題は、病院全体で考え、内
容を評価し、より質のよい食事サービスの提供ができるよう努めていき
たい。
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P2-2-1 人工股関節全置換術を受けた患者の弾性ス
トッキング着用による皮膚トラブルの予防効
果

○
みねまつ さ わ か

峯松 沢加、宮崎 雅江、佐藤 容子、濱西 由美、岡田 邦江、
谷坂 倫子、村上 亜佳音

NHO 福山医療センター 7病棟 整形外科

【目的】当病棟は、整形外科病棟であり静脈血栓塞栓症（以下VTEとする）
の中・高リスク患者が多い。そのためVTE予防に努めているが、弾性ス
トッキング着用による皮膚トラブルが発生している。先行研究では、フィ
ルム材を脛骨部と踵骨部に貼付することで、皮膚トラブルの回避になる
と報告があった。当病棟でも術後、弾性ストッキング上縁部や弾性ストッ
キングのしわ部分に発赤がみられることが多い。そこで今回フィルム材
を貼付し、皮膚トラブルの予防的手段として有効か検証することとした。
【方法】人工股関節全置換術を施行する患者 13 名を対象に、フィルム材を
予防的に貼付し弾性ストッキングを着用した患者（以下実験群とする）
と、フィルム材を貼付せず弾性ストッキングを着用した患者（以下非実験
群とする）とを無作為に分け、術後 14 日間皮膚トラブル（発赤、かゆみ、
内出血、水疱、痛み）の観察をした。また、下肢の腫脹の比較のため腓骨
頭下 2cm、外果上 2cmの周囲径を測定した。【結果】実験群は 7名中 1
名、非実験群では 6名中 5名に発赤が出現した。Fisher の直接確率計算法
を行い、P＝0.029＜0.05 にて有意差があった。【考察】フィルム材貼付によ
り、皮膚に圧迫やズレなどの応力を軽減出来たため、実験群では発赤が少
なかったのではないかと考える。また、実験群、非実験群において対象患
者の年齢、BMI、Alb 値には有意差がなく、弾性ストッキング着用時から
のフィルム材貼付は、皮膚トラブル予防に有効であったと考える。【結論】
弾性ストッキング着用による皮膚トラブルに対し、フィルム材貼付は予
防的手段として有効である。

P2-2-2 専門性を高めるための摂食機能ラダーの取り
組み

○
さ と う ち え こ

佐藤 ちえ子、柳橋 秀子、秋元 美穂子、大川 禎子
NHO あきた病院 看護部

【目的・方法】重症心身障害、筋神経難病の患者の多くは食べる機能が障
害されている。摂食にかかわる看護の専門的な知識・技術を高め、摂食援
助の質向上を図ることが急務である。平成 20 年に摂食機能ラダー制度を
導入した。そこで 6年間の受講者の推移と認定者の活動を通して今後の
課題を明確にし、さらなる質向上への示唆を得る【結果】摂食機能ラダー
の教育プログラムは、ステージ 1～4までの能力開発プログラムで摂食機
能に関した教育的活動ができることを目標に自己研鑚している。ステー
ジごとに、認定審査基準を設けその要件を満たしたものには、認定証が授
与される。受講者は平成 20 年 69 名、平成 21 年 38 名、平成 22 年 29 名、
平成 23 年 25 名、平成 24 年 25 名、平成 25 年 41 名、認定者は平成 20
年 3 名（4％）、平成 21 年 11 名（29％）、平成 22 年 8 名（28％）、平成 23
年 3 名（12％）、平成 24 年 10 名（40％）、平成 25 年 25 名（61％）で、認
定率は増加している。ステージ 2認定審査は摂食レーダーチャートを的
確に判定し、個別の摂食機能訓練計画の立案・実践・評価をケーススダ
ディとしてまとめ発表を行っている。認定者の活動は 1．職場内でスタッ
フへ食事場面での機会教育 2．知識・技術を高めるための勉強会の開催
3．リハビリと合同の摂食カンファレンスの実施等を行っている。【課題】
ステージ認定者が増加し、当該部署でのスタッフ教育が充実してきてい
る。今後は、外出行事の際に家族が安全に食事介助ができるための指導体
制の構築が必要である。また、多職種との連携の促進を図りながら、近隣
施設職員への公開講座等の企画を検討して、看護の質向上につなげてい
きたい。

P2-2-3 愛護的吸引について～出血傾向の患者を通し
て～

○
お お た あ や か

大田 郁香
NHO 南和歌山医療センター 看護部

【目的】易出血傾向の患者に対し、愛護的に配慮した有効な吸引の実施に
ついて考察する。【対象】80 歳代 女性、診断名：肝性脳症 入院期間：
平成 25 年 7�12～8�12【倫理的配慮】家族に説明し同意を得た。【看護の実
際】貯留音があれば体位変換毎に吸引を実施。また、腹臥位で体位ドレ
ナージ等を行ったが、咳嗽反射が少なく痰の回収ができないことが多
かった。鼻腔出血もあり、気道への垂れ込み認めた。一回の吸引時間や吸
引圧が高い、咳嗽反射がない時は咽頭・喉頭部を吸引カテーテルで刺激
し咳嗽を誘発していた。チームカンファレンスを開き粘稠痰に対するネ
ブライザーの使用や鼻腔内血餅の脱落目的でプロペトを塗布すること、
体位ドレナージや加湿、左鼻腔と口腔内からの吸引を計画・実施し、数日
後鼻腔内の止血を確認した。【考察】咽頭・喉頭部を刺激することで気道
内出血などを起こす危険性があったことや、吸引の必要性をアセスメン
トできておらず、不必要な吸引をしていた可能性がある。吸引必要時も、
吸引圧や吸引時間、吸引カテーテルの太さ、気道内での刺激が最小限にな
るようにすること、またそれらをチーム内で統一することが必要であっ
た。【まとめ】1，吸引の必要性、考えられる合併症をアセスメントする。
吸引時は、カテーテルのサイズ、痰の粘稠度と吸引圧、吸引時間、加湿、
体位ドレナージ、出血傾向の場合は予防的な潤滑剤の使用も選択肢とし
て挙げるなど、具体的なアセスメントをする。2，早期にカンファレンス
を行い、個別性のある看護計画を立案し統一した看護を継続できるよう
取り組む。

P2-2-4 化学療法時の口腔ケアプロトコール作成のプ
ロセス

○
たかはし ゆ み

高橋 由美、高田 慎也、藤川 幸司、江戸 美奈子、高橋 真弓、
関谷 幸子、佐川 保

NHO 北海道がんセンター 看護部

背景；当院では年間 10000 件以上の化学療法が行われており、治療中に
口腔粘膜障害を発生する患者も多い。また、口腔ケアに関わる医療者は歯
科医師や衛生士だけでなく各科医師や看護師など多岐にわたる。しかし、
標準的な予防と治療方法について確立していないこともあり、各医療者
間で対応が統一されていない。そこで、口腔粘膜障害の予防および治療に
ついて、院内統一の対処が可能となるように口腔ケアプロトコールの作
成を試みた。方法；口腔ケアプロトコール作成における問題点を抽出、明
確化し、科学的根拠を加えて検討した。結果；問題点として 1．多職種間
で話し合いができる組織が存在しないこと、2．口腔粘膜障害の評価を行
うツールの選択、3．推奨されるべき薬剤のコストと保険適応の問題、4．
慣習的に使用されてきた対処薬の科学的根拠の 4点が挙げられた。対応
策として 1．外来化学療法センターがイニシアチブをとり、多職種による
「口腔ケアチーム」を設立した。2．評価ツールとしてCTCAE Ver.3 は客
観的観察点が明確になるという歯科領域での推奨があったが、現在では
Ver.4 が主流であり、患者の主観的評価に重きを置いているVer.4 を使用
した。3．科学的根拠が示されている対処薬は本邦では診療報酬上認可さ
れないものが多いため、医療事務を含めた検討を行い、必要性を優先して
薬剤を選択した。4．慣習的に使用されてきた対処薬は根拠を再検討して
注意点を加えた。考察；問題点を明確にしたことで化学的根拠に基づい
た検討をすることができた。また多職種で専門分野での意見を摺り寄せ
ることで、より患者へ質の高いケア提供につながると考える。
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P2-2-5 FIMを使用しての安全な抑制解除の取り組み

○
みねもと ひ さ こ

峯元 寿子、徳田 しおり、竹田 美智枝、佐野 さとみ、
小幡 未来、川上 真弓、新井 千恵子、藤岡 利恵子、馬場 文子

NHO 福岡東医療センター 看護部

【はじめに】平成 24 年度当院の先行研究で「FIMが抑制解除の基準として
有効である」と報告を行った。しかし、一般病棟においての取組みであっ
たため、今回当院の抑制解除の基準としてFIMを導入し安全性を認めた
ので報告する
【目的】日常接している状況で判断できるFIMの評価方法を用いて安全
に抑制を解除する
【方法】1）期間H25 年 4 月～H26 年 4 月 2）対象当院入院中に抑制を開始
した患者 3）方法（1）FIMの修正と「評価ポイント」を作成。FIMの評
価で 6点（修正自立レベル）以上を満たす場合を抑制が解除できる基準と
設定（2）抑制開始から 1週間毎と解除後 1週間目にカンファレンスで評
価を実施
【結果】FIMで評価した 235 例中 6点以上を満たす患者は 117 例、その中
で抑制を解除した患者は 57 例で全員が退院まで転倒しなかった。抑制を
解除しなかった理由としては「転倒歴があり危険」などが挙がった。抑制
解除の対象にならなかった 118 例の内 109 例は、問題解決の項目が 6点
に満たず抑制解除に至らなかった要因として最も高かった
【考察】FIMで評価を行うことは浸透してきたが、安全性に対する看護師
の信頼が不足していると考えられる。患者のQOLの維持・向上のために
は不要な抑制を行わないことであり、安心して抑制を解除できるよう安
全性・信頼性を広めていく必要がある
【まとめ】1）抑制解除者全員が転倒しなかったことから、FIMを用いるこ
とで抑制解除の可否を判断することは可能である 2）可能であるにも関わ
らず抑制解除に至らなかった理由は、看護師の直観によるものが大きい
3）問題解決項目に介入することで抑制解除につながると考えられる 4）カ
ンファレンスで情報共有と客観的評価を行うことが重要である

P2-2-6 看護師の発達障害に対する理解を深めるため
の取り組み

○
やまもと み な

山本 実奈、田口 結理、平井 香織、秦 とし枝、原 ひとみ、
尺土 佳子

NHO 静岡てんかん・神経医療センター 看護部 A5病棟

【はじめに】てんかんに発達障害が併存している患者や発達検査の入院が
増えている。それに伴い、病棟生活で発達障害に起因すると考えられる対
人トラブルや問題行動も増加しているが、適切な看護介入ができず、対応
に困っている現状があった。その原因として看護師の発達障害に対する
認識不足が予測された。看護師の発達障害に対する認識の現状を評価し、
勉強会を通して意識を向上させるための取り組みをしたので報告する。
【対象】病棟看護師 17 名【用語の定義】意識：認識し、 思考する心の働き。
知識・感情・意志のあらゆる働きを含む。【研究方法】発達外来担当医師
より「発達障害について」、臨床心理士より「問題行動の対応について」の
勉強会を開催。前後に発達障害に対する意識についてアンケートを実施
した。【結果・考察】勉強会前は発達障害に対する知識を対応に結びつけ
ることができず、見守る対応が多かった。勉強会後のアンケートでは、発
達障害に対する意識が向上したと 16 名が回答した。勉強会で具体的な対
応方法を理解でき、言葉がけや観察にも変化がみられ、行動することがで
きるようになった。カンファレンスで対応を検討していく中で、発達障害
に関連する看護計画の見本や日常生活指導に関するトークンシステム、
日課表を作成した。これらを試行で活用すると看護計画の立案、看護記録
の記入が細かくできるようになった。「発達障害に関するカンファレンス
が増えた」「患者の行動を発達障害の視点で見ることができ、意識して接
することができるようになった」との意見もあった。病棟全体として看護
師の発達障害に対する意識を向上することができたと考える。

P2-2-7 開脚位手術におけるサンステートを用いた下
肢の保温を試みて―核心温と末梢温の変化に
関する検討―

○
あ や と な お か

綾戸 直香
NHO 西埼玉中央病院 看護部

【はじめに】開脚位では下肢からの熱の喪失量が大きいため核心温が低下
しやすい。核心温の低下を防ぐことを目的として、両下肢にアルミ製保温
材料（以下サンステートする）を用いた下肢の保温を行ったので効果を報
告する。【方法】対象：硬膜外麻酔併用全身麻酔下で婦人科開腹手術を開
脚位で実施した患者 3名。保温方法：術前のベッド加温。硬膜外カテーテ
ル留置時は全身用、麻酔導入後は上半身用ブランケットを使用し温風加
温装置で加温する通常保温に加え、今回、麻酔導入後より両下肢全体をバ
スタオルとサンステートで包む下肢保温を追加した。測定：核心温は食
道温、末梢温は母趾底側皮膚表面温とし 15 分間隔にて測定した。【結果・
考察】麻酔導入後約 1時間で 3名の核心温の低下は最大で 0.2℃以内、末
梢温は最大で 1℃前後上昇した。サンステートで脚全体を包むように巻
くことで下肢末消温の保持と、再分布による末梢への熱移動が抑えられ
たと考えられる。麻酔導入 1時間後より 0.8℃以内の末梢温の低下が見ら
れた。文献より硬膜外麻酔のブロック領域である下肢では体温低下が助
長されることは明らかなことから、サンステートでの長時間の保温には
限界があると考えられる。しかし覚醒時の核心温低下は見られず下肢か
らの熱喪失を防ぐ効果は示唆できると考えられる。【結論】3件の事例で
は、通常保温に加えサンステートを両下肢に用いることは下肢末梢温を
保持し、核心温の低下予防に有効であった。しかし、下肢のサンステート
での長時間の保温には限界がある。

P2-3-1 山口県宇部市・喘息死ゼロ作戦研究会におけ
る活動について―吸入指導研修会を通して―

○
まつひさ てつあき

松久 哲章1,3、井筒 理子1、西本 哲明2、上岡 博1,3、福田 信二3

NHO 山口宇部医療センター 薬剤科1、（社）宇部薬剤師会2、
宇部市喘息死ゼロ作戦研究会3

【はじめに】
本邦では、厚生労働省が分野別の政策として「喘息死ゼロ作戦に関する

指針」を 2007 年度に定め、喘息死に対する予防強化について自治体ごと
に取り組みを行うこととなっている。山口県宇部市においても医師会、薬
剤師会、看護協会、製薬企業等が協働して、医療従事者および市民に向け
て講演会、研修会の企画・運営を図っている。今回、同地区で組織されて
いる喘息死ゼロ作戦研究会では吸入指導研修会を開催し、参加者よりア
ンケート調査を集計したので報告する。
【方法】
吸入指導研修会は、同研究会及び地域の薬剤師会との共催により開催

した。研修会では吸入指導の重要性に関する基調講演と 4種類の吸入器
を用いた実技指導を行った。また、実技指導後には参加者より次項のアン
ケート調査を留め置き方式にて対応した。項目には、1）参加者背景とし
て職種、経験年数、2）各吸入器の指導における難易度、3）研修会に参加
後の理解度、4）自由記載とした。
【結果・考察】
吸入指導研修会は 51 名の参加者であった。参加者の職種では保険薬局

薬剤師が主でアンケートの回収率は、92.2％に及んだ。吸入指導に対する
印象は約 2割の方が難しいという傾向にあるものの、実技指導の理解度
は「やや分かった」「よく分かった」を合わせると 95％の良好な回答で
あった。また、自由記載欄では研修会の高評価を得ており、更なる研修企
画においては、個別症例の対処方法や別の吸入器による指導、吸入器のゴ
ミ処理方法等の意見が得られた。
喘息死の予防には炎症を標的にした長期管理の治療を適切に実行する

ことが有効とされており、本研究会は、今回の様な研修活動を通して喘息
死ゼロ作戦を展開して行きたい。



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

664 Yokohama, November 14-15, 2014

P2-3-2 内視鏡検査に関する継続看護の実態―内視鏡
室と消化器関連病棟の看護師の意識調査よ
り―

○
あ な み ま な み

阿南 真奈美、渡邉 美穂、阿部 いずみ、松本 尚子
NHO 別府医療センター 外来

【目的】内視鏡検査・処置に対する意識調査を行い、内視鏡室と関連部署
との継続看護の実態を明らかにする。【方法】消化器科に関わる病棟看護
師 64 名・内視鏡室看護師 5名に独自に作成した内視鏡検査に関する質
問用紙を用いて内視鏡検査についてのアンケート調査を実施した。【倫理
的配慮】得られた情報はこの研究にのみ使用し個人が特定できないよう
配慮した。【結果・考察】1．申し送り時に必要と思う情報は病棟と内視鏡
室に認識に違いはみられなかったが、申し送り方法については病棟と内
視鏡室で使用する情報シートが異なっていた。送る側のシート内容では
受ける側の必要な情報が不足しているという状況であり、互いに情報共
有を望んでいるが申し送り方法や内容が異なっていることから不十分で
あることが明らかになった。2．胃内視鏡・大腸内視鏡・内視鏡的逆行性
膵胆管造影法のいずれにおいても、検査後の看護に必要と思う観察項目
は同じであり、検査の偶発症や合併症は理解されている。しかし、観察点
の優先度に違いがみられ看護の視点が異なっている現状があり、検査
前～検査後までお互いが必要な情報を共有し継続した看護ができる対策
をとる必要がある。3．看護連携が行われていると思うかについては、望
む意見は多かったが病棟と内視鏡室で認識に差が見られ、その背景には
情報共有不足の他にも検査の呼び出し時間の認識の違い等からくる伝達
不足があることが分かった。【おわりに】今後、明らかになった連携上の
問題点を改善すると共に、要望の多かった病棟・外来合同の勉強会や内
視鏡室見学を実施し共通理解を深め看護ケアに活かしていきたい。

P2-3-3 がん相談支援実務者ネットワークの取り組み

○
かなはし み さ き

金橋 美咲、木川 幸一、金澤 友紀、一戸 真由美、
菊地 久美子、加藤 秀則

NHO 北海道がんセンター がん相談支援情報室

【目的】当院は都道府県がん診療連携拠点病院の指定を受けており、当室
は北海道がん診療連携協議会相談・情報部会（以下部会）の事務局を担っ
ている。北海道には国指定のがん診療連携拠点 a院が 21 か所、北海道独
自の指定病院が 17 か所指定されている。相談実務者間の顔の見える関係
つくり、面談による情報共有など相談実務者相互のネットワーク構築を
目的に、がん専門相談実務者会議（以下会議）を立ち上げた。本稿では、
ネットワークの取り組みの経緯と成果を報告する。【運営】会議は部会に
設置され、3か月に 1度開催している。構成員は拠点病院・道指定病院・
道ピアサポート等推進事業受託病院の相談員と北海道がん対策グループ
とし、運営要領を定め、平成 23 年 12 月から本年 4月まで 10 回開催した。
患者サロン運営、研修会、相談支援センター運営などについて意見交換等
を行った。【結果】成果として、各相談支援センターの概要、セカンドオ
ピニオン、患者交流会・患者サロン情報などを掲載した北海道がんサ
ポートブックを監修し北海道から発行となった。作成した療養冊子など
の説明を目的に町内会などで講演会や全道の主要銀行など連携企業へ配
布・設置した結果、当室の新規相談件数は月 300 件増加となった。【まと
め】相談支援センターで対応するがん患者等の相談援助は、全体の対象者
のごく一部と予測できる。そのため、今後は地域医療機関、患者団体等と
も連携を図り、がん患者・家族等へ相談支援体制の広域的な整備を行っ
ていきたい。

P2-3-4 当院の管理栄養士病棟担当制の現状と今後

○
し ま だ あ や こ

嶋田 文子、有藤 健太郎、北條 恵美、平田 守、桶屋 将之、
平嶋 昇、島田 昌明、岩瀬 弘明

NHO 名古屋医療センター 栄養管理室

【目的】当院は 15 病棟 740 床を有する急性期病院である。管理栄養士は 10
名勤務しており、平成 25 年 5 月より全病棟に管理栄養士を配置するに
至った。今回、管理栄養士の病棟担当制の現状を把握し、今後の課題を明
確にする。【方法】平成 26 年 3 月に病棟看護師、リハビリテーション科を
対象に病棟栄養士の認知度に関わるアンケートを行った。【結果】回収数
は 363 であった。病棟担当制を「知っている」は 90.9％。「良かった」と
いう回答は 70.8％であり、内容として「チーム医療の実践」「栄養管理の充
実による医療の質の向上」「患者の食事満足度の向上」という点が多く選
択されていた。また、その他では相談しやすいという意見が複数みられ
た。今後の要望としては病棟での勉強会・講義が最も多く、より多くの患
者への介入、カンファレンスの参加や常駐時間の延長等が挙がった。【考
察・結語】管理栄養士の病棟担当制の認知度は高く、概ね良好な評価だっ
た。しかし「変わらない」「わからない」という回答も 3割あり、要望を踏
まえつつ今後の活動を検討する必要がある。また、現状として 1人当たり
複数の病棟を担当しており、業務の調整や効率化を図り、病棟業務の充実
に繋げていきたいと考える。

P2-3-5 コメディカルによる住民啓発セミナー企画

○
あ り え じゅんこ

有江 潤子1、山口 智恵美1、下山 憲治1、保手濱 由基1、
大戸 義久1、大森 信彦2

NHO 岡山市立金川病院 臨床検査科1、NHO 岡山市立金川病院 院長2

【はじめに】当院は、平成 24 年 4 月に国立病院機構岡山医療センターが運
営を担う病床数 30 床の市立病院として開院した。地域と交流、繋がりを
もった病院をコンセプトに、平成 24 年 5 月よりコメディカルの企画によ
る健康教室を開催している。今回、この 2年間の活動報告を住民へのアン
ケート調査をもとに報告する。【活動状況】健康教室は奇数月に 1回、勤
務時間内に 1時間程度当院会議室で行っている。会の運営は薬剤師、言語
聴覚士、管理栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師の 5名が担当し、企
画、案内作成、パンフレット掲示および町内会等への配布、会の司会進行、
ビデオ写真撮影、ホームページへの掲載など全般を担っている。平成 24
年度は院内の医師や各職種で講演や健康相談という形式で行ったが参加
人数が平均 20 名程度と振るわず、平成 25 年度からは岡山医療センター
の専門医を講師として招きより内容を充実、合わせて町内会で回覧をお
願いするなど広報活動も見直した。これにより参加者が平均 50 名を超
え、毎回初参加者も平均 20 名以上に増えた。【まとめ】各職種一人職場と
いう環境ながらお互いに協力関係が良いこと、住民ニーズに合った企画
作りをするためきめ細かい対応をしていること、地域の方が協力的であ
ること、岡山医療センター医師の支えがあることに加え健康に対する関
心の高さが参加者の増加に繋がっていると考えられる。今後は、健康診
断、健康相談がしやすい環境づくりのため、さらに地域の人々との絆が深
まるような企画を構築していきたい。
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P2-3-6 COPDセンター設立後5年間の実績と今後の
方向性

○
こ ん の い く み

金野 衣久美1、三上 祥博1、堀 良行1、河田 清志1、村中 美幸1、
小松 裕輔1、畑中 紀世彦1、新野 智与1、前川 雅代1、
山木 利恵子1、菅原 夏実1、杉谷 祐紀1、武田 昭範1、
清野 しのぶ2

NHO 旭川医療センター COPDセンター1、NHO 旭川医療センター 看護部2

当院では平成 21 年 4 月に COPDセンターを開設した。COPDは潜在患
者も多く，予防，診断，治療，薬剤および栄養指導さらには地域医療連携
など疾病管理という点からチーム医療が重要となる．そこで医師，看護
師，薬剤師，ソーシャルワーカー，管理栄養士，理学療法士，臨床検査技
師，医事課職員，CRCなど多職種をメンバーとして活動を開始した．設
立当初に 1）COPDの予防と早期発見，2）専門的な診断および治療，3）
呼吸リハビリテーション（以下、呼吸リハビリ）の普及，4）COPDにお
ける医療連携を主な活動目標と掲げた．設立後 5年が経過しており今ま
での実績や活動内容を確認するとともに今後におけるセンターの方向性
を改めて検討する．COPDに関する紹介施設数および患者数については
設立前の平成 20 年度では 30 施設 48 名であったが平成 25 年度では 70
施設 132 名であり年々増加していた．紹介理由では増悪以外の安定期の
呼吸リハビリ，在宅酸素導入，呼吸機能の評価や薬剤の調整などの増加傾
向を呈していた．治験に関しては薬剤開発の時期に一致していた要因も
重なり，契約件数および症例数は増えており，その実施率も高い値を維持
していた．呼吸リハビリに関しては院内パスの導入などにて入院におけ
る件数は増えていたが外来では以前同様に少ないのが現状であった．ま
た，開設前後で施行した周辺の医療機関に対してのアンケート調査では
COPDに関する認識度は向上していたが，連携に関しては進展が乏しい
のが現状であった．今後の課題としては今までと同じく疾患の啓蒙活動
や適正な治療に加えて，安定期の疾患管理の強化や呼吸リハビリの普及
などを含めた地域医療連携の確立が必須と考えられた．

P2-3-7 臨床工学技士による人工呼吸器関連共同研究
について

○
さいとう まさのり

齋藤 雅典1、三橋 寿子2、阿部 聖司3

NHO あきた病院 臨床工学技士室1、NHO 宇多野病院2、NHO 西別府病院3

【諸言及び方法】国立病院機構の慢性期疾患病院において、人工呼吸器管
理における共通の課題や問題点は少なくないと思われる。そこで、それら
を共有し複数施設で解決できないかと考え、共同研究を企画し運用した
ので報告する。共同研究は、筋ジストロフィー病棟を有する国立病院機構
病院ならびにナショナルセンターに勤務する、趣旨に賛同しかつ所属病
院より許可を得た臨床工学技士で行った。研究期間は平成 24 年 11 月よ
り 1年間とした。参加施設は北海道から沖縄までとなり、情報交換等はす
べてメールにて行った。【結果】研究代表者を中心として進める、担当研
究は 1人につき 2テーマまでとするなど、最初にルール作りから始めた。
共同研究テーマはアンケート形式にて案を出し合い、その後投票形式に
より以下の 3テーマに決定した。・「ポータブル型人工呼吸器に使用され
る呼吸回路の評価」（研究代表：阿部聖司NHO西別府病院）・「人工呼吸
器の機種に関連したインシデントに関する研究」（同：三橋寿子NHO宇
多野病院）・「NPPV用マスクのデータベースについて」（同：齋藤雅典
NHOあきた病院）研究成果は、平成 25 年「筋ジストロフィー診療におけ
る医療の質の向上のための多職種共同研究班」会議において代表者が発
表した。【考察】施設間で人工呼吸器管理における課題や疑問点を出し合
い、共同研究として取り組むことは、様々な経験や対策案が出て、有効な
手段であることが分かった。また、共同研究以外の情報交換が行われる環
境が整えられたことも大きな副産物であった。今後の展望として、慢性期
病院全施設の臨床工学技士を対象とするなど、参加施設数を増やした共
同研究を行いたいと考えている。

P2-4-1 地域医療連携強化についての取り組み―圧迫
骨折等早期転院システムの構築を行って―

○
こばやし き よ

小林 希代、木梨 貴博、城野 裕朗、熊谷 寛子、吉田 三紀、
梶川 隆

NHO 福山医療センター 地域医療連携室

【目的】整形外科入院患者の内、腰椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折、肋骨骨折、
恥骨骨折（以下、圧迫骨折等という）の入院は約 5％を占めている。その
約半数は手術適応はなく、疼痛管理・安静・リハビリ目的の入院である。
そこで、回復期病院に診断・疼痛管理以降の治療を担ってもらうことで、
お互いの専門性を活かした地域医療連携が可能になるのではないかと考
えシステム構築に取り組んだため報告する。
【実施期間】平成 25 年 11 月～平成 26 年 4 月
【対象】圧迫骨折等で手術適応外と診断され、治療方針が疼痛管理・安
静・リハビリであり、今システムに了承された患者 19 名
【方法】1．回復期リハビリテーションを実施している医療機関のうち連携
に賛同を得られた 6医療機関と連携する 2．患者情報提供シートを転院相
談時に患者基本情報としてFAXする 3．入院後 7日以内の転院の場合
は、救急搬送患者地域連携加算を算定する
【結果・考察】当院では診断及び疼痛管理を担い、連携医療機関では装具
採寸を含め、リハビリを実施するという役割分担ができ、各医療機関が専
門性を活かした医療を実施するための連携が図れた。そして、転院相談開
始と同時に患者基本情報を提供することで、転院前の家族受診が省略さ
れた他、救急搬送患者地域連携加算の算定を両医療機関が意識すること
で、早期転院の促進が図れた。結果、手術適応外の圧迫骨折等患者の在院
日数が約 12 日から 6日に短縮でき、効率的な病床運営にも貢献すること
が出来た。
【終わりに】今システムについては、今後評価を行い、運用を促進すると
ともに、新たな連携の施策を検討していくことで地域連携強化に努めた
いと考えている。

P2-4-2 認知症疾患医療センターの実績と課題

○
つ ち や ま み

土谷 真美、小林 信周、芹山 尚子、柿島 ゆかり、増山 智子、
戸部 勇保、池田 真由美、市川 俊介、吉田 光宏、坂本 宏

NHO 北陸病院 認知症疾患医療センター

当院は、平成 23 年度に認知症専門医である神経内科医が赴任し、認知症
疾患医療センターを立ち上げた。平成 24 年度からは富山県の委託を受
け、地域型認知症疾患医療センターとして活動し、今年度で 3年目を迎え
た。そこで、地域型認知症疾患医療センターとして活動してきた 2年間の
データ比較と、今後の課題について報告する。認知症疾患医療センターの
主な業務として、専門相談と鑑別診断が挙げられる。専門相談は、受診前
相談と受診後相談に分けて統計を取った。受診前相談では、平成 24 年度
の 531 件に対し、平成 25 年度は 551 件と 20 件増えた。内訳では、過去 2
年とも相談内容は 82％が受診目的、相談者は家族からの相談がほぼ半数
と変化は見られなかった。また、受診者の地域も当院が位置している医療
圏が 9割以上とそれほど変化が見られなかった。鑑別診断に関しては、平
成 24 年度が 198 件に対し、平成 25 年度は 199 件とほぼ同数だった。診断
結果についてもほぼ半数程度がアルツハイマー型認知症と大きな変化は
無かった。しかし、MMSE平均点が 19 点から 19.8 点と若干ではあるが上
がっており、平成 25 年度はより軽度の認知症の方が受診していると思わ
れる。一方で、全国的にはMMSEの平均点が 20 点以上の病院もあるた
め、地域の関係機関からは地域型認知症疾患医療センターとして、「より
多くのMCI（軽度認知機能低下）の方が受診できるよう、もっと初期の認
知症症状や地域型認知症疾患医療センターのことを PRすべき」とご意見
をいただいた。これを受け、3年目の今年度は、認知症疾患医療センター
が地域に浸透し、地域の多くの方が早い段階で受診していただけるよう、
頻回に地域に足を運びたいと考えている。
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P2-4-3 地域医療連携部カンファレンスから見えてき
た成果と課題―地域で支える人達の生の声と
これからの展望―

○
き な し たかひろ

木梨 貴博、小林 希代、城野 裕朗、熊谷 寛子、吉田 三紀、
竹本 俊二、梶川 隆

NHO 福山医療センター 地域医療連携室

【はじめに】来たる 2025 年超高齢社会を見据え地域包括ケアシステムの
確立が図られ、病院も機能分化・役割分担・地域との連携強化が進めら
れている。地域医療連携室（以下、連携室）は患者のニーズに合わせ切れ
目なく病院と地域が継続的に連携できる体制を模索する必要性に迫られ
ている。そこで連携室が介入した退院事例を通じて得られた成果・課
題・今後の展望について報告する。【目的】退院後も病院・地域間で切れ
目なく継続的に連携できる体制の構築【方法】在宅支援チーム、退院支援
チーム、連携室で退院した 4事例を（1）患者・家族について（2）在宅支
援チームと退院支援チームの連携（3）当院への要望・課題を中心に検討
した。【対象】平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月で連携室が介入し退院した
4事例【結果及び考察】（1）患者・家族は退院に不安を持っているが在宅生
活継続により希望や喜びを感じ不安も解消される。（2）連携室介入後約 2
週間で退院に向けて十分な準備ができた。在宅支援チーム・患者・家族
の病院によるバックアップ体制が求められている。（3）退院後当院及び在
宅医が継続的に連携できる体制が必要である。（1）（2）（3）から在宅支援
チームによる適切なサービス提供により在宅生活は実現できているが、
在宅生活を継続するには在宅支援チーム・患者・家族をバックアップで
きる体制が必要と考えられる。現在退院後も患者・家族のニーズに合わ
せた切れ目なく継続的に連携できる体制の構築を検討している。【終わり
に】患者・家族・地域が繋がり在宅生活は実現できている。今後は在宅生
活を継続するために病院と地域が継続的に連携できる体制構築が急務と
考える。

P2-4-4 当院の地域医療連携におけるMSWの役割に
ついて

○
よ し だ ま り

吉田 真理、水城 まさみ、舘澤 一枝、佐藤 政光、高家 玲子
NHO 盛岡病院 地域医療連携室

【はじめに】
当院は 200 床の一般病院であるが、前身が結核療養所であるため紹介患
者数も少なく、地域との交流も少なかった。平成 21 年に地域医療連携室
を立ちあげ、入院・受診相談窓口にMSWが配置され、平成 24 年には 3
人体制になり紹介数も増加している。地域に根差した医療連携を図り、患
者紹介の拡大を図ってきた。また入院紹介は紹介から入院までの期間短
縮を図り、スムーズな受け入れ体制を築いてきたので報告したい。
【活動内容・業績】
当院におけるMSWの地域医療連携業務は院外に向けては 1、地域医療機
関・施設への訪問。2、紹介・受診相談の対応。3、紹介元へ情報返信。4、
地域医療連携室たよりの発行 5、ケアマネ・MSWの集会に参加し連携強
化。院内では 6、紹介患者担当医振り分け相談。7、病床会議において情報
提供し入院調整に関与。8、フェイスシート作成し病棟へ情報提供等行っ
ている。結果平成 22 年の紹介から入院までの期間は 13.7 日だったが、平
成 25 年には 8.9 日まで短縮している。また地域医療連携室の窓口への入
院紹介患者数は 97 件から 350 件まで増加した。紹介患者数全体は月平均
33.9 件から 82.9 件へと飛躍的に増加している。
【考察】
地域に信頼される病院を目指し、訪問等の広報活動を行い以前の閉鎖的
な当院のイメージを一新するように働きかけてきた。顔が見える安心し
た窓口を目指し、素早い対応を心がけ院内の入院・受診受け入れの円滑
化を図ったことも、紹介数の増加に貢献できたと思われる。さらにMSW
が紹介を受けた時点から前方支援に関わり、社会的背景や家族情報や本
人の意思などソーシャルワーク視点の情報も院内スタッフに伝え、多角
的な関わり方ができていると考える。

P2-4-5 筋萎縮性側索硬化症患者の受診状況から考察
する難病拠点病院としての役割

○
お だ て る み

小田 輝実1、中本 富美1、吉田 力1、畠中 暁子1、駒井 清暢2、
石田 千穂2、高橋 和也2、池田 芳久2、本崎 裕子2、池田 篤平2

NHO 医王病院 地域医療連携室1、NHO 医王病院 神経内科2

【目的】当院は石川県から難病拠点病院（神経系）として指定を受けてい
るが、隣接の富山県から受診する神経難病患者も少なくない。このような
現状を把握し、拠点病院としての地域でのあり方を探る一助としたい。
【方法】当院を初診した筋萎縮性側索硬化症（ALS）例について、2010
年から 2013 年の診療録から後ろ向きに住所と紹介元について調査した。
【結果】当院初診のALSは 2010 年 10 例、2011 年 17 例、2012 年 16 例、
2013 年 16 例だった。住所分布では、2010 年石川県 5例富山県 5例、2011
年石川県 12 例富山県 4例、2012 年石川県 12 例富山県 3例、2013 年石川
県 10 例富山県 6例だった。紹介元では、2010 年石川県大学病院 2例、一
般病院 3例、診療所 0例、富山県大学病院 3例、一般病院 1例、診療所 1
例。2011 年石川県大学病院 6例、一般病院 6例、診療所 0例、富山県大学
病院 1例、一般病院 0例、診療所 3例。2012 年石川県大学病院 5例、一般
病院 7例、診療所 0例、富山県大学病院 0例、一般病院 3例、診療所 0
例。2013 年石川県大学病院 5例、一般病院 4例、診療所 1例、富山県大学
病院 4例、一般病院 1例、診療所 1例だった。全症例のうち大学病院が
44％、一般病院が 46％、診療所が 10％だった。継時的なデータはないが、
2013 年石川県のALSでの特定疾患医療受給者証の交付件数 102 名のう
ち 55 名が当院での受診歴がある。富山県のALSでの特定疾患医療受給
者証の交付件数 92 名のうち 13 名が当院での受診歴がある。【結論】当院
では県内だけではなく広域から患者を受け入れている。難病拠点病院と
して専門的な医療とともに、地域の支援機関等との連携を強化して療養
生活に対する支援を行うことが求められている。

P2-4-6 医療機関連携会議を行って～顔の見える関係
作り～

○
に し だ み ほ

西田 美穂、杉光 初美、岩野 文彦、宮下 光世
NHO 長崎川棚医療センター 地域医療支援センター

【はじめに】
当院が属する長崎県県央医療圏は 2市 1郡（3町）によって構成されてい
る。中でも住所地である東彼杵郡内において当院は唯一の急性期病院と
なっており、「断らない医療」を信念に地域医療・救急医療を担っている。
郡全体の高齢化率は 28.3％（H25 年 10 月）と高く、当院入院患者の平均
年齢も 70 歳以上と高齢であり、治療後の在宅復帰に支障をきたし退院支
援が必要になる患者が年々増加している。
【目的】
以前より救急患者の積極的受け入れや地域医療福祉従事者向けの研修会
開催など、地域の保健医療福祉の向上のため多職種で関係各所との連携
を図ってきた。しかし、後方支援の分野に関しては、医師同士・連携窓口
同士での関わりはあるものの多職種間での交流は少ない状況であった。H
24 年度より当院からの転院紹介数の約 6割を占めている 4医療機関（療
養型 3施設、回復期・療養型併設 1施設）とそれぞれ「医療機関連携会議」
を行ったのでその成果を報告する。
【会議の趣旨】
全ての職種が連携会議を通じてお互いの病院を知り木目の細かい連携を
図ることを目的に、連携医療機関の全職種同士が普段の連携の状況や異
なる連携の在り方等について意見交換を図る会議を開催する。
【考察】
会議には医師・看護部・コメディカル・事務と多職種が参加し各分野で
の情報交換を行った。連携会議後では各分野より連携が図りやすくなっ
たとの意見があり、また転院患者数増加（前年度比 30～50％）・転院待機
日数減少と数値の面でも改善が見られた。今後も関係機関と顔の見える
連携を図っていくとともに、対象医療機関選定など今後の会議の運営に
ついては再検討が必要である。
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P2-4-7 安心できる在宅療養を送るために必要なこと
を管理栄養士の視点から考える～認知症・嚥
下障害を有する患者の1症例を通して～

○
よしまる ま さ み

吉丸 雅美1、城戸 ちひろ1、戸田 美年1、下田 薫2、高村 純夫3、
岡田 怜美4

NHO 佐賀病院 栄養管理室1、NHO 佐賀病院 地域連携室2、
NHO 佐賀病院 看護部3、NHO 佐賀病院 外科4

【目的】当院では転院・自宅退院患者に対し退院前カンファランスが行わ
れており、管理栄養士も必要時参加している。今回、管理栄養士がカン
ファランスに参加し患者家族が不安なく在宅療養を行うために必要なこ
とを 1症例からではあるが考察したので報告する。【症例】90 歳代女性、
認知症あり。デイサービス 2回�週を利用しながら長男夫婦と同居。主な
介護者は三男。【経過】3�7 腹痛にて緊急入院。下部消化管穿孔、穿孔性腹
膜炎にて 3�8 右半結腸切除術を施行。3�11 より経口摂取開始となるが、3�
19 誤嚥性肺炎疑いと診断。歯科医師が摂食嚥下評価を実施し、NSTが中
心に栄養管理を行った。病状が安定したため 4�8 主治医と家族にて今後
の方針を検討。家族は入院時より在宅を希望されていたため、自宅退院を
目標とし、医療ソーシャルワーカー（以下MSW）が退院調整を開始する。
4�16 退院前カンファランスを開催。参加者は家族（三男）、ケアマネー
ジャー、デイサービススタッフ、病棟看護師、MSW、管理栄養士。まず
は家族の在宅療養に対する想いを伺った後、各職種より現状報告と今後
の方針について説明し、在宅療養に必要な情報・手技を抽出した。それら
をMSWが取りまとめ、随時各職種より家族に指導が行なわれた。患者は
5�2 自宅退院した。【考察】本症例は認知症・嚥下障害・イレウス予防とい
う問題点があったが、多職種によるカンファランスを行ったことで、退院
までに各職種が指導すべきポイントが明確となった。その結果、患者家族
やデイサービススタッフが必要な情報と手技の伝達ができたと考える。
また在宅療養に関わるスタッフと病院スタッフとを繋ぐMSWの存在は
大きく、MSWとの連携も重要であると思われる。

P2-5-1 院内感染対策及び委員会における検査部門の
役割

○
あ お き さ だ お

青木 貞男1、小林 昌弘1、小池 勝人1、菊池 美智代2、
生田目 敦子2、林原 賢治3、赤堀 良道1、塚原 忠1、椎名 將昭1、
加藤 稔1、磯部 祥子1、立原 政徳1、大石 修司3、梅津 泰洋4、
斉藤 武文3、深井 志摩夫5

NHO 茨城東病院 臨床検査科1、NHO 茨城東病院 ICT2、
NHO 茨城東病院 呼吸器内科3、NHO 茨城東病院 心臓血管外科4、
NHO 茨城東病院 名誉院長5

【はじめに】効果的な院内感染対策を行うためには、検査部門による情報
の発信は重要であり、我々は強化を図ってきた。この活動及び効果につい
て報告する。
【方法】22 年度から 25 年度の病棟におけるMRSA及び緑膿菌の新規陽性
者を調査し、持込と院内伝播の識別をした。情報発信の効果は、速乾性手
指消毒剤の使用状況で検証した。
【結果及び考察】病棟におけるMRSA新規陽性者数は減少傾向が見られ
たが、緑膿菌では増加傾向であった。原因として、緑膿菌は入院時の持込
件数が増加したため、見かけ上の増加となった。持込を除く 22 年度から
25 年度の新規陽性者数は、MRSA 2.40 人�月から 4.83 人�月、緑膿菌 1.83
人�月から 3.30 人�月であった。MRSA又は緑膿菌の月平均値が大幅に上
回った月については、委員会等で注意報や警報を発した。その効果として
25 年度は両菌とも前年度より減少した。また、委員会等での情報発信の効
果は、速乾性手指消毒剤の使用量から効果がうかがえた。
【結語】院内感染対策及び委員会において、検査部門は中核となるべき部
門である。特に微生物検査室が行うサーベイランスは効果的な感染制御
を行うための必須の情報源であり、その情報を発信することは検査部門
の職務である。今後も感染情報の発信を強化し院内感染対策に貢献して
いきたい。

P2-5-2 2012�2014シーズンにおける当院の職員
発熱外来の検討

○
きしはら やすひろ

岸原 康浩、小田原 美樹、伊藤 有紀、田中 沙希恵、
藤木 彩加、有川 法宏、小林 良三

NHO 九州医療センター 感染制御部

当院ではインフルエンザシーズンにおいては、職員の発熱診療を感染
制御部で一括して行っている。その目的はインフルエンザ等の院内感染
を予防することにあり、一括して診療を行うことで感染制御部に情報が
集中するような体制としている。今回 2012�2014 シーズンにおける職員
発熱外来の実態について検討を行ったので報告する。2012�2013 シーズン
では、対象はインフルエンザワクチンを接種した 1153 名の職員で、発熱
外来を受診したのは 192 名であった。192 名中 37 名がインフルエンザ
A、9名がインフルエンザBであった。インフルエンザ以外は上気道炎が
最多で、以下胃腸炎、扁桃炎の順であった。インフルエンザと診断された
患者の最高体温は平均 38.0℃で、インフルエンザ以外の患者での 37.6℃
と変化なかった。特にインフルエンザAでは 37.5℃以下の体温で診断さ
れたものが 11 名と微熱の患者が多かった。インフルエンザと診断される
までの平均検査回数は 1.4 回であった。症状発現からの時間とインフルエ
ンザ迅速診断キット陽性率を見ると、発症 12 時間以内では 39.1％と低
く、24 時間以内でも 76.2％と低かった。以上より、インフルエンザ流行
シーズンにおいても発熱の程度でインフルエンザかどうかを見極めるの
は困難と考えられた。また、迅速診断キットの陽性率は発症 24 時間以内
では低く、特に職員では初回陰性でも 24～48 時間後の再検査が必要と考
えられた。発表時は 2013�2014 シーズンの検討を加えて発表予定である。

P2-5-3 院内で初めて発生したMDRPへの対応を経
験して

○
こいずみ じゅんぺい

小泉 順平、野上 陽子、石黒 明美
NHO 富山病院 花園病棟

【はじめに】当院は障害者医療を中心とする慢性期の病院である。今回、
多剤耐性緑膿菌（以下MDRP）が病棟で発生し、感染管理認定看護師が在
籍しない中、病棟感染係を中心に感染拡大防止に取り組み、成果を得たの
で報告する。【方法】1、感染管理上の問題点を明確化する。2、感染防止
対策を検討する。3、統一した感染防止対策を実施する。【結果・考察】発
生時の問題として 1）MDRPに対する知識不足 2）不適切なスタンダード
プリコーション実践 3）不十分な物品管理・環境整備 4）長期にわたる抗
生剤の使用が挙げられた。具体策を打ち出す為、ICT委員長の調整によ
り、他施設の感染管理認定医師・感染管理認定看護師のラウンドが実現
し、対策についての指導を受けた。1）に対し、MDRPに関する資料をス
タッフに提示した。病棟医長を講師に院内勉強会を実施し、多職種の参加
があった。2）に対して、全スタッフに個人防護用具脱着の演習を計 5
回行った。3）に対しては、患者をコホートし、診療用具は個別化した。
吸引・医療廃棄物や生活品の取扱い・環境整備の方法を決定し明示し
た。又、患者に関わるスタッフを限定する等の配置を考慮した業務計画に
変更した。4）に対しては主治医が抗生剤の使用方法を検討した。対策に
伴うコストは一日当たり物品 25,467 円、人件費 25,500 円だった。発生か
ら現在まで、物品・人件費を合わせ、約 1100 万円であった。現在までに
MDRPの感染者数は 5名から 2名に減少している。事務などの多職種の
連携が、早期の対策実行及び拡大の防止に繋がったと考える。
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P2-5-4 「札幌市西区感染管理ネットワーク」の立ち上
げと今後の課題―カンファレンスを通して―

○
か と う

加藤 なおみ1、菊地 実2、印部 俊雄1、網島 優1

NHO 北海道医療センター 感染対策室1、NHO 北海道がんセンター2

【はじめに】当院では以前から病院感染防止対策について院内での活動に
とどまらず、地域ネットワークの構築の必要があると検討していた。平成
24 年の診療報酬改定の感染防止対策加算 1の算定要件で他の医療機関と
合同カンファレンスを開催することが必須となり、その事をきっかけに
地域連携の整備を行った。【成り立ちと構成】当院の所在する地域におけ
るネットワークを構築するために、当院と同様に感染対策加算 1の届け
出を予定していた医療機関と協働することにした。そして、感染防止対策
加算 2を算定することを前提にカンファレンスに参加を希望する地域の
医療機関を募り、「札幌市西区感染管理ネットワーク」を設立した。現在
12 施設が参加している。【実際】カンファレンスは年 6回開催。1回のカ
ンファレンスは 1時間程度とし、30 名から 50 名が参加している。【現状】
医療機関によって感染対策のレベルの差があり、カンファレンスでは現
状の報告が主になっている。良かった点としては、テーマによって事前に
マニュアルの見直しや修正、新たに作成する医療機関もあり、感染対策が
進んだ事である。【今後の課題】医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師の
参加が望ましいが、各職種が揃わない場合が多い。さらに、今後は話し
合った内容を各施設でどのように改善していったのか検証する必要があ
る。

P2-5-5 感染防止対策における職員の意識改革をめざ
して

○
し げ の

重野 かおる、澤村 美智代、池田 富三香
NHO 石川病院 医療安全管理室

【はじめに】ESBL産生菌の感染拡大が認められた。その為、外部の研修
事業に参加し、客観的視点が入ることで感染防止対策に対する姿勢や課
題を解決することはできないかと考え、同時にESBL 産生菌の感染拡大
が阻止できることを期待した。若干の研修の成果が認められたので報告
する。【方法】1．外部の感染管理認定看護師（以後、認定看護師）の現場
確認で全病棟を巡視し、課題の抽出と課題解決方法の検討をする。2．各
病棟で、抽出された課題の中からそれぞれが解決しようとする問題を感
染対策委員と看護師長の立場から計画を立案し、其々感染対策委員会、看
護師長会で公表する。3．認定看護師の問題解決に則した講義を各病棟で
行う。4．立案された計画に沿って実践し、評価を発表する。5．認定看護
師の評価として、各病棟を巡視、確認を行う。【結果及び考察】認定看護
師から 26 項目の問題が指摘された。抽出された課題から感染対策委員
は、具体的な問題へ着手し、病棟内で勉強会や物品の工夫と改善へ向け意
欲的に取り組む姿勢が認められた。それを受けて、看護師長は、感染対策
委員のバックアップとなり、職員の感染対策への知識の向上や関心へ繋
がった。認定看護師の講義は、各病棟で行い講義日の勤務者ほぼ全員が聴
講でき、研修は効果があったと評価された。ESBL産生菌の新規検出は、
この研修が終了後、検体の痰及び尿からも 7ヶ月間はみられていない。今
回の研修が、職員個々の感染対策への意識を変え、行動につながったと考
える。今後も、継続した参加型研修を考えていきたい。

P2-5-6 ノンエンベローブウイルスに効果が期待でき
る手指消毒剤と従来製剤の比較検討～アン
ケート集計を通じて～

○
とこしま ひ で お

床島 英雄、草葉 一友、大久保 嘉則、本田 章子、草津 民子
NHO 長崎川棚医療センター 薬剤科

【はじめに】感染性胃腸炎は近年増加傾向にあり、特にノロウイルスは少
量でも感染することから手指消毒は重要な対策である。しかし、ノロウイ
ルスに対してアルコール系消毒薬は不活化効果が不十分だという報告が
あり、ガイドラインでは流水と石鹸を用いるとされている。一方、エタ
ノール水溶液の pHを有機酸によって下げるとエタノールのウイルスに
対する作用が変化することは以前から知られていた。近年 pHを酸性側
に傾けた製剤が 3種類発売された。今回、一番中性域に近くノンエンベ
ロープウイルスにも効果を示す製剤Aを病棟で実際に使用しその使用
感を当院採用の製剤B・C（共にノンエンベローブに効果を示しにく
い）と比較検討したので報告する。【方法】1ケ病棟に勤務する看護師 27
名を対象に製剤A250ml を 1 本使い切ってもらい「製剤Aの使用感」と
「製剤B、Cとの使用感の比較」をアンケート調査した【結果】アンケー
トの回収率は 81％で製剤Aの使用感は「使いやすさ、うるおい感、手荒
れの頻度」等で「大変良い、良い、まあまあ良い」と答えた人は 95％だっ
た。また、製剤B・Cの既存品と比較した結果、製剤Aが優れていると感
じた人が 62％、既存品が優れているが 16％、同等が 22％だった。【考察】
人の皮膚 pHは約 5.5 だが今回調査した製剤Aは pH約 4.5 で手荒れが
落ち着く春先の調査ではあったが当初想定した手荒れの頻度は予想を下
回り、逆にさっぱり感など使いやすさは既存品に勝っていることが分
かった。また、夜勤時に既存品は朝方に手荒れを感じていたが製剤A
では感じなかったという意見が多く聞かれた。今後、ノロウイルスの流行
期だけでなく日常的な使用においても有用性が期待できる

P2-5-7 地域における院内感染防止対策に取り組ん
で～「病原体報告書」の活用から～

○
こ せ の り こ

古瀬 法子、松山 恭子
NHO 東佐賀病院 看護部

【はじめに】薬剤耐性菌による感染防止対策強化を図る目的で「病原体報
告書」作成し、サーベイランスシステムを導入した。それにより、ICT
での情報交換が活発となっている。その中で感染徴候を呈し、繰り返し入
退院するA氏について、地域の感染防止対策を意識した取り組みを行っ
た。【目的】「病原体報告書」を活用し、入所施設との情報共有と地域にお
ける集団発生防止への早期介入を図る。【方法】1．ICTにおける事例検討
2．A氏の入所施設職員との合同カンファレンスの開催 3．入所施設職員
を対象にした学習会の開催及び指導 4．取り組み後の評価【結果】薬剤耐
性菌をもつA氏について、院内 ICTだけでなく、入所施設職員との合同
カンファレンスで情報共有と退院後の感染防止対策について検討会を実
施。また ICNによる教育指導や相談窓口を設置し、入所施設の更なる感
染防止を図る目的でコンサルテーションを行った。その結果、新たな発生
者はなく、手指衛生遵守に関する内容や業務手順等、相談件数が増加し
た。【考察】「病原体報告書」に入院前状況として施設入所歴を追加し、地
域における ICNの役割が果たせるよう、修正した。またA氏は同一病原
体による褥瘡や肺炎で入退院を繰り返していたため、ICT検討会の他、施
設職員との合同カンファレンスを実施した。このことは必要な感染対策
が継続でき、かつ入所者の感染拡大防止、施設職員の一助になったと考え
る。またA氏の病状に対して適切な対策を実施していくことは継続看護
となり、地域連携強化につながると考える。【まとめ】ICNとして院内で
の活動だけでなく、地域の感染防止にむけて早期介入と支援を今後も
行っていきたい。
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P2-6-1 ATP測定による環境クロスの洗浄効果の定量
的検討

○
い い だ ま ゆ み

飯田 真由美、雲井 直美、近澤 香織、西 治世、松永 千歳、
杉山 佳代子、小林 加奈、小西 友美、中村 卓臣、中野 学、
井端 英憲

NHO 三重中央医療センター ICT

【目的】医療環境から微生物や汚染物質を清拭除去することは、医療関連
感染の低減に関わる重要な要素である。近年上市される環境清拭クロス
は、拭き取り洗浄・除菌を加味したディスポーザブル既製品が汎用され
ているが、その効果や用途については様々である。今回、環境清拭クロス
別の洗浄効果を検証するため、ATP測定器による清浄度調査をおこなっ
たので報告する。【方法】清浄度調査対象は、中央採血台、内視鏡室キー
ボード、点滴調製台、輸液ポンプ、内診台座面、トイレ便座の 6ヶ所。方
法は上記箇所に規定した 10cm×10cmの環境表面に対し、ATP測定器
「ルミテスター PD�20」を用いて、環境清拭クロス 4種類（A～D）による
清拭前後のATP値（RLU）を測定した。評価は、環境清拭クロス別の除
去率を算出し比較検討した。【結果】4種類の環境清拭クロスによる平均除
去率は、A65.9％、B61.0％、C80.0％、D76.0％であった。そのなかでも、
点滴調製台においてC・D2 つの環境清拭クロスの除去率が有意に高
かった。また、環境表面別の評価では、内診台座面・トイレ便座に比べ、
中央採血台・内視鏡室キーボードの除去率が低い傾向にあった。【考察】
今回の検討では、一部環境でC・D2 つの環境清拭クロスの洗浄効果の優
位性が示唆された。しかしながら、除去率の差は含浸薬液の除菌効果とク
ロス素材による拭き取り効果の可能性があるので、更なる検討が必要で
あると考える。

P2-6-2 血流感染対策の徹底に向けて

○
し わ さ ち こ

志波 幸子、藤井 正則、神谷 悦功
NHO 東名古屋病院 看護部

【はじめに】血管内留置カテーテルは血流感染やその他様々な感染性合併
症のリスク要因となり、院内感染症の約 7％を占めると言われている。混
合病棟で、表皮ブドウ球菌による血流感染が同時期に 2件発生した。点滴
管理方法を確認し、血流感染予防のための正しい点滴管理ができるよう
に取り組みを行った結果、血流感染の発生が減少した。今後の課題を検討
したため報告する。【目的】アンケートで知識の確認を行うとともに、正
しい点滴管理方法を理解し血流感染の発生予防に努める。【方法】平成 25
年 11 月にアンケートを用いて点滴管理方法の知識を確認。アンケート内
容は、手指衛生、薬剤のミキシング、輸液ラインの交換、メカニカルバル
ブへのアクセスの項目とし、3段階評価で実施した。アンケートの結果を
フィードバックし、平成 26 年 1 月に点滴管理の現状を観察、3月に再度点
滴管理方法についてアンケートを行った。【結果・まとめ】アンケートの
実施と点滴管理における感染対策の必要性と合わせてフィードバックし
たことで、正しい点滴管理の知識確認ができた。このことで手指衛生など
できていなかった項目も現状観察では改善がみられた。また点滴管理を
直接観察することで、抑止力にもなり実施率が上昇し、血流感染の発生予
防にも繋がったと考える。しかし平成 26 年 3 月に同様のアンケートを施
行したところ、正しい点滴管理が徹底できていなかった。このことは、血
流感染が発生していない状況下でのフィードバックのみでは、血流感染
対策の理解が十分に深められず、対策の徹底に繋がらなかったと考える。
今後は対策が継続される方法を検討し、点滴管理が徹底されるようにし
ていく。

P2-6-3 フィットテストから明らかになったA院呼吸
器内科病棟のN95マスクの装着状況の現状
と改善点

○
つ し ま は る こ

對馬 春子
NHO 弘前病院 看護部

【目的】B病棟は結核疑い患者の入院がありスタッフに結核感染の恐れが
あるため、N95 マスク（以下マスク）装着の現状からその改善点を明らか
にする。
【方法】対象：看護師、看護助手、病棟薬剤師 22 名、期間：第 1回目平成
26 年 2 月実施、第 2回目 6月予定
1．フィットテスト
1）労研式フィッティングテスターによる定量計測、漏れ率 5％以下を合
格とした。
2）A院のマスク（以下 a）と他種類のマスク（以下 b）の 2種類準備し、
aで不合格のものに bを使用した。
2．アンケート
普段のマスク装着方法について
【結果】1．フィットテスト
1回で合格したスタッフは 40.9％（9名）だった。マスク aで合格したス
タッフは 54.5％（12 名）、不合格だった 10 名のうちマスク bでの合格は
6名だった。a、bどちらでも合格できないスタッフは 4名で、新人看護師
1名、看護助手 3名だった。
2．アンケート
回答率 91％、普段のマスク装着方法で、正しく装着できている自信がある
スタッフは 40％（8名）、いつもシールチェックしているスタッフは 65％
（13 名）だった。
【考察】B病棟は過去にマスク装着指導が未実施であり、フィットテスト
は装着状況を知るうえで有効だった。正しく装着できないまま患者に対
応しているスタッフが多い現状だった。看護助手の多くと新人看護師が
合格できなかったことから、採用時・他職種も対象に適切な装着指導が
必要である。また、当院のマスクは 1種類（折りたたみ式）でその合格者
が約半数のみだった。顔貌に合わず漏れが生じている。1種類では対応で
きておらず、他形状のマスクの導入が必要である。
【結論】明らかになった改善点は、全スタッフに正しい装着方法の指導と
他種類のマスクの導入である。

P2-6-4 ICUリンクナースによるポケット内の医療材
料減少に向けての取り組み―培養による汚染
度調査を通して―

○
ふ じ た さ と し

藤田 智史、青森 泰子、小池 晃世、加藤 美保子、秋山 明美、
吉田 幸子、原 清美、津田 ひとみ、福岡 義久

NHO 岡山医療センター 集中治療部

【目的】当院の医療従事者は、日々の診療や看護業務の便利性・効率化な
どの理由から医療用テープやアルコール綿などの医療材料を白衣のポ
ケット内に入れて持ち歩いている事が多い。しかしポケット内は医療材
料を保管する上では清潔ではなく感染媒体となる可能性がある。今回ポ
ケット内の医療材料減少のため、ポケット内の医療材料の汚染度を調査
しスタッフへの働きかけを行ったので、その経緯を報告する。【方法】日
勤業務中の医師、看護師を無作為に選択しポケット内の医療材料を回収
し、血液寒天培地により培養した。培養結果を写真にて病棟スタッフへの
フィードバックとポスター掲示を行った。2カ月後の同時刻に同様の調査
とスタッフへの意識調査を行った。【対象】1回目の調査は医師 10 名、看
護師 95 名。2回目の調査は医師 7名、看護師 109 名。【結論】2回の調査
結果からポケット内への医療材料の混入率は 53.4％から 36.2％に減少
した。またスタッフへの意識調査の結果、「ポスターを見て汚さにビック
リした」「自分のポケットだと思うと怖い」「入れないように意識するよう
になった」「気を付けようと思った」などスタッフの意識向上にも効果を
示す回答が得られた。今回の取り組みを通してポケット内の医療材料減
少への効果が示唆され、また今後の課題も明らかになった。
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P2-6-5 リンクナースによる廃棄物の適正処理にむけ
た取り組み

○
くりはら か ず み

栗原 和美、水野 友美、工藤 綾子、勅使河原 利子、
粟野 友博、武田 由美、坂木 晴世

NHO 西埼玉中央病院 看護部

【はじめに】リンクナースで構成された病棟ラウンドチームでは、非感染
性廃棄物容器への感染性廃棄物の混入を機に、廃棄物の適正廃棄と、非鋭
利感染性廃棄物と鋭利感染性廃棄物の分別について取り組んだ。取り組
みの成果を廃棄物の処理費用で評価した。
【方法】平成 25 年 4 月から、全病棟と手術室を対象とし、チェックリスト
に沿ってラウンドを 2か月ごとに実施した。ラウンド結果をポスターで
作成し、フィードバックした。適正廃棄の評価は、医療安全および事務部
門による廃棄物集積所のラウンド結果を参考とした。廃棄物の処理費用
を前年度と比較した。
【結果】廃棄物の分別は適切に行われるようになった。感染性廃棄物の処
理費用は、前年度と比較して約 150 万円削減された。
【考察】病棟ラウンドを行い、フィードバック用のポスターには、各部署
の適正廃棄に向けた様々な取り組みを取り上げた。作成にあたり、具体的
な分別方法の掲示、遊び心のある立体的な表示など、それぞれの工夫が共
有できるように配慮した。今回の取り組みを通して、ラウンド報告のポス
ター作成によって多くのことに気付いた、他病棟の工夫点を知ることが
できた、他病棟の現状がわかり改善しようという気持ちになったという
意見が聞かれた。リンクナース個々の発想には限界があるが、協働や他部
署との比較によって新たな改善策を発案し、実践することができたと考
える。今後は、適正廃棄の維持に取り組む必要がある。
【結論】複数部署のリンクナースで構成されたチームによる取り組みは、
新たな改善策の発案と実践につながる。

P2-6-6 手術部位感染を防止するための取り組み～包
交車の使用方法見直しを行って～

○
ま す だ よ う こ

益田 洋子
NHO 熊本医療センター 看護部

【はじめに】手術部位感染（以下 SSI とする）は患者の予後や医療コスト
に大きな影響を与えることから、低減させることは大きな課題である。A
病院では平成 25 年 4 月より大腸・直腸手術における SSI サーベイラン
スを開始した。A病院では毎日の外科回診時に包交車を使用し、患者ラウ
ンド、ガーゼ交換を実施しているが、包交車は適切に管理を行わないと感
染源になる可能性がある。そのため、包交車の使用方法の見直しを行った
ので報告する。【方法】1．外科病棟看護師、医師と包交車の使用方法につ
いて検討 2．包交車使用前後の包交車の細菌培養を実施 3．包交車使用
方法見直し前後の SSI 発生率の比較【結果・考察】外科病棟看護師、医師
との検討結果、包交車を廃止することはできなかった。しかし、包交車の
整理整頓、ガーゼ交換時の清潔・不潔のゾーニングは実施できた。また、
包交車使用前後の細菌培養の結果、包交車使用後に一般細菌が多数検出
されたことから、使用後の清掃に対しての意識付けを行うことができた
と考える。包交車の使用方法見直し前後の SSI 発生率に関しては、統計学
的に有意差はみられなかったが増加はしていなかった。【おわりに】今回
は包交車廃止を視野に取り組みを行ったが、実際の回診に同行すると、標
準予防策が守られていない場面が多く見られた。今後も SSI 防止のため
に様々な視点から働きかけを行い評価していきたい。

P2-6-7 看護職員の病棟用PHSの汚染と取扱い方法
に関する意識調査

○
ほ ん ま な る み

本間 成美
NHO 横浜医療センター 看護部

【はじめに】当院A病棟では、PHSが 8 台あり、看護師は業務中常に PHS
を持ち歩いている。その為、ケアや処置の際に、患者やその汚染物との直
接的、また、汚染された看護師の手を介して間接的に汚染される可能性が
ある。現状では、運用手順に PHSの清潔管理についての取り決めがない
こともあり、PHSの汚染に対するスタッフの認識は低いと考えられ、PHS
が院内感染の媒介となりうる危険性は高いのではないかと考える。【目
的】本研究では、当院A病棟看護職員の PHSの保清の必要性に関する意
識の現状を明らかにし、感染予防につなげていくことを目的とした。【研
究期間】平成 25 年 5 月 17 日～平成 26 年 1 月 14 日（内、調査実施期間は
平成 25 年 9 月 18 日～平成 25 年 9 月 27 日）【結果】PHSが汚染しないよ
う「気をつけている」と回答した人は回答者全体の 85.7％であり、実際に
汚染される場面を「体験したことがある」と回答した人は 92％で、汚染
した後 PHSを「消毒している」と回答した人は 53％であった。【考察】
アンケート結果から PHSの汚染予防に対する意識は高く、汚染している
という認識はあるが、実際に消毒している人は少ないことが分かった。山
田らは、1）「PHSを介した院内感染防止対策としては、ウェットティッ
シュなどによる定期的な清拭が基本であるが、最も重要なのは手洗いの
励行であると考えられる」と述べている。今後の課題は、手洗いの励行及
び定期的な PHSの清拭である。
引用文献
1）山田和弘、阪口勝彦、藤原大一朗、谷佳津治、小川雅史：病院内におけ
るパーソナル・ハンディホン・システム（PHS）の細菌汚染調査，環境感
染誌 2010 : Vol.25 No.3, : 163�164.

P2-7-1 高齢者の夜間の口腔環境の実態

○
たきもと

瀧本 さつき、岡 奈々子、吉原 友美、佐藤 麻由美
NHO 栃木医療センター 看護部

寝たきりの高齢者では入眠時口を開けている患者が多くみられる。開口
状態では口腔内が乾燥し細菌が繁殖しやすい環境となる。更に開口状態
で 4～6時間で口腔内の乾燥が高くなるという報告がある。【目的】夜間の
口を開けている高齢者の口腔内の乾燥状態及び汚染の状態について現状
を調査した。【方法】文献を元に口腔アセスメントシートを作成し 1横指
以上開口し入眠している 75 歳以上の高齢者 23 名を対象に調査を行っ
た。その際睡眠を妨げない、対象を特定できないように厳重に取り扱う、
得られた観察結果は、研究目的以外には使用しないこととした。【結果】
1から 3横指開口して入眠している者の約 80％が口呼吸であり、そのう
ち口腔内がやや乾燥している者及び過剰に乾燥している者が 82.4％、湿
潤している者は 13％だった。開口量・口臭・舌苔・口腔乾燥・口蓋の汚
染の程度を「著しい」を 3とし、「ない」を 0とし得点化した結果、非経
口摂取者の平均は 15 点満点中 7.17 点、経口摂取患者は 4.38 点だった。
【考察】非経口摂取者は経口摂取患者に比べ摂食嚥下機能の低下等から唾
液分泌量が低下し口腔内の汚染、乾燥が著しい結果となったと言える。し
かし、今回の調査では経口摂取できている者でも湿潤を保てているのは
17 名中わずか 3名であり、これは開口して入眠している事が原因である
と考えられる。また、口腔ケア実施者別汚染の平均点は看護師実施 5.92
点、患者自身 3.70 点だった。口腔ケアに介助を要する者は自立して口腔ケ
アを行える者よりも口腔内汚染が著明であった。夜間の乾燥状態をでき
るだけ短時間になるよう就前に口腔ケアを行うことで口腔内の汚染を軽
減させると思われる。
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P2-7-2 酸素吸入患者の唾液分泌マッサージと保湿剤
利用の効果

○
た け だ ふ み こ

武田 芙美子1、楠井 立子2、岡村 竜2、百々 梨絵2、森田 千晶2、
樫谷 典子2

NHO 三重中央医療センター 看護部1、NHO 三重病院2

【諸言】口腔内乾燥を訴える酸素吸入患者の口腔内の水分量測定を行い、
唾液分泌マッサージと保湿剤を組み合わせた口腔ケアを行った。結果、口
腔内乾燥が改善し、より望ましい口腔ケアの方法とセルフケア獲得への
示唆を得たため報告する。【方法】1．乾燥時の口腔内水分量を測定、2．
唾液分泌マッサージ実施（3日間）、3．唾液分泌マーサージに加え保湿剤
を使用（3日間）。1．2．3．それぞれにおいて口腔内水分量測定と口腔内アセ
スメントシートによる評価を実施し比較検討する。【結果】すべての被験
者に 7日目までには水分量の増加と測定値の安定が得られた。口腔内乾
燥の自覚症状と口腔内汚染が改善したことで、違和感や不快感が消失し
た患者が見られた。また、口腔内の水分量測定は、患者自身が口腔内乾燥
の自覚がなくても水分量が少ないことに気付き、セルフケアへの動機づ
けとなった。【考察】唾液分泌マッサージにより、唾液分泌が増加したこ
とで、口腔内自浄作用の回復や口腔粘膜の保清、保湿につながった。さら
に、保湿剤を使用することで、口腔内の自浄作用が持続し、口腔機能運動
の改善につながったと考えられる。また、患者の口腔内水分量の推移を数
値で表すことで、歯磨き指導や水分摂取の具体的な援助が行えたことは、
口腔ケアの効果を高め、患者のやる気にもつながった。【結論】口腔ケア
において、唾液分泌マッサージと保湿剤の使用を組み合わせることで口
腔内乾燥と口腔内汚染が軽減できた。口腔内の水分量測定は、患者自身が
口腔内水分推移を客観的に知ることができ、患者の口腔セルフケア獲得
への動機づけとなった。

P2-7-3 消化器疾患による絶食患者の空腹感・口渇に
対するガム咀嚼効果

○
し し ど か お り

宍戸 香織、菅原 小夜子、野川 ゆき、畠山 朱音、永澤 晶子
NHO 仙台医療センター 西6病棟

【目的】消化器疾患による絶食患者がガムを咀嚼することによる、空腹感
や口渇に対する苛立ちの軽減効果を明らかにする。【方法】1．対象は消化
器疾患があり検査や治療により絶食が必要となる患者とした。2．無作為
に対照群（ガムを噛まない群）と実験群（ガムを噛む群）に分け、実験群
は唾液分泌効果の高いレモン味のガムを 5枚�日咀嚼した。期間は絶食中
の 3日以内とした。3．独自に作成した質問紙により空腹感・口渇・絶食
に対する苛立ち・体調の程度について 10 段階のスケール（なし：0～あ
り：10）で絶食初日と絶食 3日目（最終日）に質問した。4．唾液分泌量
は、口腔水分計を用いた。実験群は、ガム咀嚼前と咀嚼直後、終了後の計
3回測定し、対照群でも同様の間隔で測定した。5．分析方法は、唾液分泌
量はガム咀嚼前を 0として咀嚼直後、終了後の増加量を算出し対応のあ
る t検定を用いた。質問紙の設問は、絶食初日と最終日を集計し t検定を
用い危険率 5％未満を有意とした。【結果と考察】対象者は、対照群 20
名、実験群 17 名であった。唾液分泌量は、咀嚼直後、終了後において実
験群が有意に増加した。空腹感と口渇は、絶食初日では有意差はないが最
終日に実験群で有意に減少した。絶食に対する苛立ち、体調の程度に有意
差はなかった。身体的苦痛が緩和すると空腹感や口渇が出現するが、ガム
による咀嚼運動は、空腹を軽減し唾液分泌を促して口渇を和らげる効果
がある。苛立ちに対する効果は認められなかったが、ガム咀嚼は気を紛ら
わせてリラックスできる効果があると考える。【結論】絶食患者の身体的
苦痛が軽減した際にガムを咀嚼することは、空腹感や口渇を軽減させ気
分転換に有効である。

P2-7-4 歯肉マッサージが糖尿病患者に与える効果

○
お の ひでかず

小野 秀和、大久保 亜津沙、清水 直、塩見 明子、前野 恭宏、
堤 泰彦

NHO 東近江総合医療センター 南5病棟

【背景�目的】糖尿病患者は高血糖による唾液分泌の低下により口腔内環
境が悪化しやすい。糖尿病患者に歯肉マッサージを行うことで唾液の分
泌量を増やし、口腔内環境を整える事が出来るのではと考えた。歯肉マッ
サージにより、唾液の分泌増加と口腔内環境に改善が見られたので報告
する。【研究方法】1．対象：糖尿病で入院した口腔内ケアが自立している
患者 4名。2．研究期間：平成 25 年 10 月 1 日～12 月 31 日。3．方法：（1）
入院時に口腔ケア習慣についてのアンケート調査。（2）毎日昼食後に水で
の歯磨きを行い、その後 14 時に 5分間歯肉マッサージを施行。（3）入院
時と歯肉マッサージ開始 1・2・3 週間後に患者の口腔乾燥症状に関する
アンケート調査。（4）入院時と歯肉マッサージ開始 1・2・3 週間後の歯肉
マッサージ前後に吐唾法にて唾液分泌量の測定。（5）入院時と歯肉マッ
サージ開始 1・2・3 週間後に口腔外科医師による口腔内評価。【結果】歯
肉マッサージを行うことで 4名とも唾液の分泌に増加が見られた。今回
の事例では口腔内の汚染状況と歯磨きの回数に関係はなかった。口腔外
科医の評価では、評価点数が入院時と 3週間後では個人差はあるものの
改善した。【考察】歯肉マッサージの方法を統一し 1日 1回取り入れるこ
とで唾液量が増加し糖尿病患者にも効果あったと考えられる。唾液の分
泌量の増加には個人差があるが、唾液の増加による舌苔の減少、口臭の減
少が見られたことから自浄作用の効果も現れたのではないかと考える。
また、患者の口腔内に関する意識が高まり、口腔ケアの必要性を理解でき
たと考えられる。【結論】糖尿病患者に歯肉マッサージをすることで、唾
液分泌が増え口腔内環境が改善した。

P2-7-5 口腔ケアチームの病棟ラウンドによる現状と
課題

○
たかはし え り か

高橋 絵里香、内山 大介、有馬 祐子、黒田 健司
NHO 旭川医療センター 4病棟

【はじめに】口腔ケアは、誤嚥性肺炎の予防、歯周病などの口腔疾患の予
防、QOLの向上の上でも大変重要なケアとされている。当院も平成 24
年度病院運営方針として「口腔ケアの対策に力を入れる」と掲げ、同年 4
月より口腔ケアチームが立ち上がり、口腔ケアマニュアルを作成した。平
成 25 年 4 月より口腔ケア摂食嚥下対策委員会が正式に設置され、同年 5
月よりA医科大学歯科口腔外科の医師・歯科衛生士による口腔ケアラ
ウンドを開始した。口腔ケアラウンドの現状を把握し今後の課題を明確
にすることを目的とし取り組んだ結果を報告する。【研究方法】平成 25
年 5 月～平成 26 年 3 月に口腔ケアラウンドで診察した患者 46 名につい
て口腔ケアラウンド結果を調査した。【結果】歯科医師による口腔内評
価・ケア評価を 46 件、ケア方法に関するアドバイス 40 件のうち、口腔ケ
ア用品の選定使用方法に関するアドバイスが 60％、口腔内乾燥による粘
膜ケアに関するアドバイスが 48％、がん化学療法による粘膜ケアに関す
るアドバイスが 15％だった。【考察】歯ブラシ、保湿剤、洗口液等を売店
に配置し、患者が必要物品を準備しやすい環境を整えたが、口腔ケア用品
の選定・使用方法に関するアドバイスが 60％と高く、看護師が効果的に
使用できていないことが考えられる。「保清と湿潤、唾液の分泌がケアの
決め手」と言われているが、粘膜ケアに関するアドバイスも 63％と高く、
保湿の重要性が周知されていない状況であったと考えられる。【今後の課
題】口腔ケア用品を効果的に使用できるように新人研修で口腔ケアの技
術演習を実施した。今後、全看護師を対象に継続的に学習会を開催し、実
践的な知識・技術の向上を図っていく必要がある。
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P2-7-6 口腔ケアに対する看護師の取り組みと現状把
握

○
よしはら ま な み

吉原 真奈美、小林 理佳、山田 敬子
NHO 栃木医療センター 看護部

私たちは毎日口腔ケアを行っていても、舌苔が効果的に除去されず、口腔
内汚染及び乾燥が改善されないことがあり口腔内が清潔に保たれていな
いことが多くあった。それは日々看護師が行っている口腔ケアの内容・
方法が、看護師一人ひとりによって違うのではないかと仮説を立てた。
【目的】当院で行われている口腔ケアの実態について、看護師へ質問紙を
用いて口腔ケアについての現状を把握した。【方法】一般病棟看護師へ質
問紙を配布し、項目ごとに集計を行い分析した。研究の参加は各自の自由
意志によるものであり、同意する者のみ回答用紙に記入するよう紙面に
て説明した。【結果】日頃口腔ケアを「まあまあ行えている」「十分に行え
ている」と回答した者が全体の約 8割に及んだが、口腔ケアにかける時間
は約 9割近くの者が 10 分以内の回答をした。繁雑な業務の中で口腔ケア
が理想の時間行えていない事が推測された。一方で、物品や方法について
は歯ブラシやスポンジを使用し、「歯磨き」「義歯の清掃」「歯肉の掃除」な
どを行っている看護師が多い事が分かり、また「患者に合わせてその都度
変わる」という回答もあり、患者個々に対応し、工夫して口腔ケアを実施
している事が分かった。また口腔ケアについての研修に参加経験のある
看護師は全体の 6割であった。【考察】口腔ケア・摂食嚥下リンクナース
会において定期的に勉強会も行っているため、知識・技術の向上のため
に積極的に参加するよう呼びかけを行う事も大切であると考える。

P2-7-7 “口腔ケアと全身状態の関係性についての勉強
会”を通しての看護師の意識変化

○
うねもと あや

畝本 絢1、手島 裕美2、白石 沙織1、新開 美香1、平岡 正史3、
山本 智恵美1

NHO 呉医療センター 4B病棟1、NHO 岩国医療センター2、
NHO 呉医療センター付属呉看護学校3

目的脳血管障害で後遺症がある患者を受け持つ看護師の口腔ケアに関す
る勉強会前後の意識変化を明らかにする。方法当病棟の常勤看護師 32
人を対象に、平成 25 年 10 月 5 日～10 月 25 日口腔ケアに関する質問紙調
査を実施した。その後、「口腔ケアと全身状態」の勉強会を行い、再び質
問紙調査を実施し勉強会前後の意識変化を調査した。調査内容は、口腔ケ
アの必要性及び回数、実施方法の知識・技術・関心について構成し、選択
式と自由記述式とした。調査結果は経験年数別に分析した。結果・考察
質問紙の回収率は 100％で、対象者は経験年数 1～2年目の看護師が
28％、5年目以上が 38％だった。口腔ケアについて勉強会前後ともに全員
が必要であると認識していた。口腔ケアの必要性について経験年数の浅
い看護師は勉強会前は 30％前後しか「全身状態改善」「QOL向上」のため
であると回答しなかったが、勉強会後は 70％前後に増加した。これは勉
強会により口腔ケアへの意識が向上したと考える。口腔ケアの知識・技
術について、勉強会前は「口腔ケアと全身状態の関連性の知識」「口腔ケア
の技術」の不足を感じている者が 70％前後であったが、勉強会後は 50％
と減少した。口腔ケアは、看護師が目的をもって行うという意識が大切で
あり、継続していく必要がある。結論 1．口腔ケアの必要性、関心につ
いては看護師全員が必要であると認識し関心があった。2．勉強会後での
「全身状態の関係性」「QOL向上」「口腔機能向上」についての知識は向上
し、経験年数の浅い看護師の知識の向上がみられた。3．口腔ケアは患者
や疾患により個別性の必要な技術であり、看護師は目的をもって実施し
継続していくことが重要である。

P2-8-1 看護師のサージカルマスク装着に関する意識
調査の検討

○
ちかざわ か お り

近澤 香織、雲井 直美、飯田 真由美、杉山 佳代子、
松永 千歳、西 治世、小林 加奈、小西 友美、中村 卓巨、
中野 学、井端 英憲

NHO 三重中央医療センター ICT

【目的】看護師はケア時にサージカルマスク（以下マスク）を装着するこ
とが規定されているが、必要時に施行されていないことや、不要な時も継
続して使用している場合がある。看護師のマスク装着に対する意識・実
践内容に関する調査を施行したので報告する。【方法】手術室と感染症病
棟を除く看護師 368 人を対象とし、「5段階リッカート法」に基づく質問紙
を用い、マスク装着と日常業務 18 場面における実践内容を調査し検討し
た。【結果】研究対象の背景は、20 代 30 代が 85％、経験年数も厚生労働
省の手洗い対策、病院における隔離予防対策ガイドラインに基づく、看護
師基礎教育を受けている 0～16 年目の看護師 88％を占めた。日常業務場
面との相関係数では、自分自身が感染を予防する場合、咳をしている場
合、熱が出ている場合、無菌操作時で強い相関を示しており、バイタルサ
イン時、清拭時、創部の洗浄時、食事介助時等で、弱い相関を示した。経
験年数別のマスクを必要と考える処置は、ピーク値 12～13 点、経験年数
別の実際にマスクをしている場面は、ピーク値 8～11 点でマスク装着の
必要性を理解しているが、装着できていない現状であった。標準予防策後
16％、飛沫感染予防策後 10％のスタッフが使用済みマスクを継続して使
用していた。【考察】マスク装着が必要と考えられる業務場面で、実際に
装着されていることが明らかとなった。しかし、一部の看護師では心理的
要因で、感染制御とは異なる場面で装着されていることも明らかとなっ
た。患者とのコミュニケーションを考慮すると、マスク装着の必要性の少
ない場面ではマスクを外すことも重要であり、適切なマスク装着の指導
や啓蒙が重要であると考えられる。

P2-8-2 ICT リンクナースによる標準予防策周知のた
めの一取り組み

○
し ら が ひろあき

白神 裕章、原 清美、津田 ひとみ
NHO 岡山医療センター 看護部

【はじめに】感染対策において標準予防策は非常に重要である。そのため、
A病院では ICTリンクナース会を中心に、標準予防策が徹底できるよう
に活動した取り組みについて報告する。【活動内容】1）個人防護具（手袋、
エプロン、マスク）の処置時の装着状況についてアンケート調査を実施し
た。2）装着率の低かった 3項目（CVドレッシング材の交換、口腔ケア、
環境整備・シーツ交換）についてポスターを作成した。3）各部署で、ICT
リンクナースがポスターを元に指導した。4）外来患者・面会者・院内保
育園保育士・院内保育園園児を対象に「手洗いキャンペーン」を実施し
た。【結果】装着率について、CVドレッシング材の交換時の手袋は 79.7％
が 81.7％、エプロンは 14％が 18.9％、マスクは 43.6％が 39.6％に、口腔
ケア時の手袋は 91.2％が 91.7％、エプロンは 26.6％が 47.7％、マスクは
66.5％が 69.7％に、環境整備・シーツ交換時の手袋は 82.4％が 85.5％、エ
プロンは 51.1％が 64.0％、マスクは 68.5％が 69.0％になった。CVドレッ
シング材の交換、口腔ケア、環境整備・シーツ交換共に手袋、エプロンの
装着率は上昇した。マスクは口腔ケア、環境整備・シーツ交換は上昇した
が、CVドレッシング材の交換では減少した。手洗いキャンペーンでは
「正しい手洗いが重要であることがわかった」や「楽しかった」という声
があった。【結論】装着率が高い手袋は直接患者や物品に触れることが多
いため装着する認識が高く、装着率の低いエプロンは必要性の認識が低
いことが示唆された。【おわりに】装着率は上昇してきているが、日頃か
ら適切な標準予防策を実施できるよう ICTリンクナースとして今後も活
動していくことが必要と考える。
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P2-8-3 感染管理ベストプラクティスの実践～おむつ
交換時の感染管理手順の作成と遵守～

○
よ こ た ち え み

横田 千恵美、清重 洋子、神本 珠里、荒尾 めぐみ、守友 弘美
NHO 柳井医療センター 1階病棟

【はじめに】A病棟では現在、尿からESBLが検出された患者が複数発生
した。感染患者の処置後手指衛生や防護具の正しい使用方法が実施出来
ていないことも原因と考え、教育の必要性を痛感した。そこでおむつ交換
の実態調査を行い、感染管理ベストプラクティスの手法を用いた手順作
成・手順に基づくスタッフ教育を実施した。その結果、おむつ交換時の感
染管理手順の遵守率向上がはかれたのでその実際を報告する。【研究方
法】1．対象者 A病棟看護師 18 名 2．方法：調査研究 1）感染管理 12
項目のチェックリスト、おむつ交換の手順をイラスト化したものを作成
する。2）教育前評価をチェックリストを用いて、実施状況を調査する。
3）感染管理ベストプラクティスおむつ交換の手順を説明する。教育前評
価の結果を参考にしながら、個別教育をする。4）教育・伝達後、感染管
理 12 項目のチェックリストを用いて実施状況を調査する。3．倫理的配慮
収集したデータは結果から個人が特定できないよう取り扱い、A病院の
倫理委員会の承認を得た。【結果】「おむつ交換手順」の遵守率は教育前に
は平均 49％、教育後は平均 80％であった。個人別実施割合での教育前の
遵守率は目標である 80％以上遵守しているスタッフは 0名であった。教
育後の遵守率は、80％以上のスタッフは 10 名、残り 8名は目標達成出来
なかったが、18 名全てのスタッフの遵守率が上昇した。【結論】1）感染管
理ベストプラクティスの教育指導はおむつ交換手順の遵守率向上に有効
である。2）感染管理ベストプラクティスの手法を意識付けすることで、
スタッフへ浸透することができる。

P2-8-4 障害者病棟における感染防護用エプロンを装
着できない原因の検討

○
わたなべ ゆい

渡邊 唯、漆崎 寛、山崎 有香、坂本 幸繁、藤井 幸雄、
堀野 千津子

NHO あわら病院 看護課

【目的】当院の障害者病棟は、重症心身障がい児（者）、呼吸器装着・神経
難病・脳血管疾患患者が対象であり、感染が拡大する危険性が高く標準
予防策の実践は言うまでもない。しかし、確実なエプロン着用ができてい
ない現状があり、その要因を明らかにする為に看護師のエプロン着用に
関する意識の実態調査を行う。【方法】1．期間：平成 25 年 8～10 月 2．対
象：障害者病棟看護師 22 名 3．方法：感染防御行動の意識に関する要
因として考えられる 1．教育面 2．心理面 3．環境面の項目で独自のアン
ケートを作成し実施。各項目間にある関連性をみた。【結果】教育面では、
「スタンダードプレコーションやエプロン、手袋着脱法に関する勉強会又
は研修」を 50％が毎年又は大体受けていた。しかし、病院での指導や呼
びかけは 45.5％があまり受けておらず、「1患者 1ケアごとにエプロンを
交換していない」は 28.7％であった。心理面では、使用したエプロンは
86.4％が汚染していると思っているが、22.7％がケア毎のエプロンの交
換をしていなかった。オムツ交換時に最も多く、理由として時間がない、
着脱でのケアの遅延・負担感があった。環境面では、現在のエプロンの設
置場所は 71.4％が使いやすいと思っているが、81.8％が手元に設置して
あれば交換できると答えている。【考察及び結論】エプロンを着用できな
い要因として、感染防止の知識・意識の不足が考えられ、継続した定期的
な研修や感染防止への呼びかけ・指導を行う。他のケアの遅延やケアへ
の焦りや負担感がある事から、エプロン着用が確実にできる業務の改善
を行う。また、よりエプロンを着用しやすい環境の工夫が必要であると考
える。

P2-8-5 A病院における感染対策担当看護師の現状と
課題

○
しもとり こうすけ

霜鳥 耕輔1,2、深瀬 史江1、小泉 みどり1、佐藤 和恵2、
早川 豪則1、米山 真実1

NHO 横浜医療センター 看護部1、国立国際医療研究センター病院2

【目的】各病棟の感染対策担当看護師（以下、感染係とする）は、4年目以
上の指導的役割の看護部感染防止対策委員を中心にチームを組んでい
る。感染係は部署の感染防止対策の実践、推進、指導の役割を担うことか
ら数年継続することが多い。感染係を複数年継続することで知識や意欲
が高まることに繋がるのか、調査した結果を報告する。【方法】アウトブ
レイク経験のある 2病棟の感染係 10 人に 1．研究者作成の意欲を問う質
問紙調査 2．日本環境感染学会教育ツールの感染対策の知識に関するテス
ト調査を実施。倫理的配慮として、研究以外に使用しないことを説明し同
意を得た。【結果】10 名の看護師経験年数は 2～8（平均 4.5）年目、感染
係経験年数は 1～5（平均 2）年目。病棟で感染患者が出た場合の対応につ
いて『自らの知識をもとに、率先して感染対策を検討、立案し、実施する』
が 8人、『危機感はあるが、どうしていいかわからない』が 2人（感染係
経験 1年目 2人、看護師経験 2年目、3年目）であった。知識に関するテ
ストでは平均正答率 64％で、感染係 5年目看護師が、テストの正答率が
85％であった。【考察】質問紙からは、経験年数に関係なく意欲的に役割
を果たそうとしており、感染係りの立場が役割意識を高めたものと考え
られた。テスト結果から看護師経験年数と知識は比例せず、感染係 1年目
の看護師は知識不足により対応に困っている状況が伺えた。感染係 5年
目の正答率が高く、知識と日々の実践が結びついた結果と考えられた。若
手の感染係育成には、知識と経験年数のある看護師を中心に、支援体制を
整えることが課題である。

P2-8-6 感染管理ベストプラクティスを用いた感染予
防

○
かじひら のぞみ

梶平 望、鈴山 絵理香、富澤 めぐみ、東山 裕樹、
松本 みゆき、本田 章子

NHO 長崎川棚医療センター 看護部

【はじめに】平成 23 年度から ICT部会リンクナースの活動として、感染
管理ベストプラクティスの手法を用いた手順書を作成、活用し、試行した
一部の病棟では手順の実施率が向上した。平成 25 年度は全病棟で手順書
を活用することで、感染予防を意識した行動ができるよう活動したので
報告する。【方法】1）実施する手順書を 2種類（尿排出・末梢静脈カテー
テル留置）選定。2）年間計画を立案後、リンクナースに手順書の使用方
法を説明し、全病棟で学習会を病棟毎に実施。3）学習会前後でチェック
リストによる自己評価を実施し、評価。4）各病棟に結果をフィードバッ
ク。【結果】尿排出手順では、全病棟の手順の実施率の平均は学習会前後
で 81.9％→91.7％と向上した。項目別で特に実施率の改善が大きかった
のは、尿回収（集尿器交換）72.7％→87％、尿回収（手袋交換）60.8％→
83.6％、尿回収（手指衛生）69.9％→83.8％であった。末梢静脈カテーテ
ル留置では、病棟の手順の実施率の平均は学習会前後で 88.3％→95.1％
と向上した。項目別で特に実施率の改善が大きかったのは、調整台清拭
41.4％→68.6％であった。【考察】実施率が向上したのは、学習会後イラス
トを用いて、視覚的に手順を明確にしたこと、手順の必要性を根拠に基づ
いて説明したことで理解を助けたと考える。また全部署で同じ手順を用
いたことで、共通の問題点や病棟毎の特徴が判明し、更に、他病棟との比
較による向上心を刺激できたと思われた【今後の課題】今後は、部署の問
題点や特徴を分析しならその部署にあった指導方法を検討し、各病棟で
の実施率の変位をなくし、実施率 100％を目指していきたい。
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P2-8-7 標準予防策の徹底を目指して～ベストプラク
ティスを用いた行動の標準化～

○
み え の じゅんこ

三重野 純子
NHO 大分医療センター 感染対策室

【目的】感染防止目的での手指衛生が重要であることは誰もが知っている
ことである。しかし、どの場面でどのタイミングで行うかは個々で異なっ
ている。また、環境整備が重要なことも知っているが、行う場所や方法に
も個人差がある。手指衛生のタイミングや環境整備の場所、方法を標準化
することは重要なことである。今回看護部リンクナースでベストプラク
ティスの手順書を作成し、標準化出来ることを目指し取り組んだので報
告する。【結果】オムツ交換とスタッフステーションの環境整備の 2つの
手順書を作成した。作成する中で、手指衛生や手袋着脱のタイミングが
個々で異なり作成に難渋した。オムツ交換の手順書では手袋を二重にし
て実施する手順で作成を行ったが、本当に二重手袋でよいのかと言う点
で再検討の必要性を認めた。環境整備では、スタッフステーション内で、
高頻度接触箇所をイラストで示し、チェック表を作成して取り組んだ。環
境整備の手順書作成前後で環境培養検査を実施した結果、細菌数が大幅
に減少した。【考察】ベストプラクティスの手順書を作成する過程で、手
指衛生や手袋交換のタイミングは個々で異なっていることを実感した。
環境整備では、実施前後で細菌培養の結果が大きく変わっており、手順書
を作成した効果であると思われる。これらの手順書作成の過程でリンク
ナースは悩み、討議し、解決し多くの学びを得ることが出来たことも意味
があったと考える。ベストプラクティスではイラストを用いて一連の行
動を見ることができ、新人看護師から経験年数のある看護師まで同じ行
動が出来る。今後も様々な場面における手順書を作成し、感染防止対策を
考慮した看護を実践していきたい。

P2-9-1 ストーマケアの過程で病棟看護師が感じる困
難に関する研究

○
の だ き み こ

野田 貴美子1、荒井 由美子1、飯塚 愛1、高野 亮1、阿部 仁美2、
塚田 里和3

NHO 相模原病院 看護部1、元NHO 相模原病院2、NHO 埼玉病院3

当病棟は、泌尿器科・脳外科・眼科の混合病棟である。尿路変更術後の
ストマケアの症例数は年に 10 例に満たないため、スキンケアや患者指導
といったストマケアを経験する機会が少なく、ケアを行う看護師の知
識・経験・技術に委ねられている。そのため、ストマケアに困難を感じて
いる。本研究は、ストマケアの過程で看護師が感じる困難を明らかにし、
患者に対するケア能力や看護師の指導力を高めるために必要な方向性を
検討することを目的としている。目的）ストマケアの過程で看護師が感じ
ている困難を明らかにする方法）総合病院外科系混合病棟に勤務してい
る、ストマケア経験のある看護師 8名に対し、ケア過程における困難の内
容をインタビューし、逐語録を作成し、質的分析方法を用いて分析した。
結果）インタビューの結果、1）患者のセルフケア能力、2）家族を含めた
指導、3）患者の受け入れ状況、4）個別性、5）指導方法、6）苦手意識、
7）看護経験年数、8）経験・知識不足、9）病棟の現状、10）手技の統一
がされていない現状、のストマケア技術・指導技術・看護師の知識・経
験に関する 10 のカテゴリーが導き出された。考察）看護師は、現状のス
トマケアの過程において、皮膚や腹壁のアセスメントや装具選択などの
知識・経験不足による苦手意識、患者のストマの受け入れ状況や手先の
運動機能・生活背景等の個別性による指導技術の困難を感じ、また、手技
が統一されていないためケアをする看護師の知識・経験・技術に委ねら
れている状況に対し不安を抱えていることが明らかになった。そのため、
装具選択やスキンケアの標準的な方法の確立とともに、症例を検討し知
識を深めていくことが必要である。

P2-9-2 消化器がんのストーマ造設術後の看護―在院
日数の長期化に対応した介入の視点―

○
い く た な つ こ

生田 奈都子
NHO 米子医療センター 看護部

【はじめに】A病棟では、ストーマ造設術においてパンフレットとクリ
ティカルパスを活用して、術後 3週間以内での患者や家族のセルフケア
獲得を目指して関わっている。本研究では、予定手術であったにも関わら
ず在院日数が長期化した症例を抽出し、オレムの普遍的セルフケア要件
の枠組みを用いて在院日数長期化の要因について分析した。先行研究1）に
よる早期退院に関連する 5項目とは別に考えられる要因について抽出
し、退院に向けて介入の視点について示唆を得た。
【研究方法】平成 22 年 4 月～平成 25 年 6 月：人工肛門造設患者 60 名の
内、入院が長期化した 5名を無作為に抽出。看護記録からオレムの基本的
条件付け要因 10 項目について考察。研究に際して院内倫理審査会の了承
を得た。
【結果】先行研究での早期退院の要因 5項目とは別に「社会的文化的指向、
医学的診断・治療法、通常のセルフケア、環境要因、資源の利用」が、在
院日数の長期化の要因として挙げられた。
【結論】介入の視点は、以下の通りである。1．入院時の情報収集において、
早期に社会的役割、社会的活動の有無の確認を行う。2．予後不良の患者
や、抗癌剤治療などが続く患者も早期に治療方針や病状の把握をする。3．
セルフケア低下がある場合には、早期に援助者を決める。4．特に高齢の
介護者の場合は、積極的な社会資源、介護サービスの利用をすすめる。5．
患者や家族にストーマのセルフケアの獲得が遅延しないように関わる。

1）小林絵美：早期退院に向けたストーマ・ケア指導方法の検討，東海ス
トーマリハビリテーション研究会誌 26 巻 1 号，2006.

P2-9-3 ストーマ造設患者の看護―ストーマ受容まで
の精神的関わりを通して―

○
に し の ゆ う か

西野 結花
NHO 北海道医療センター 外科・腎臓内科病棟

【はじめに】外科病棟ではストーマ造設をする患者が多く、個々の患者に
適したセルフケア獲得方法を検討する必要がある。今回、ストーマ造設術
が予定されていたA氏は、術前から不安や抵抗を示していた。A氏がス
トーマを受け入れるまでの精神的な関わりに着目して自己の看護を振り
返り、その中で得た学びについて報告する。
【症例】77 歳、女性。X年 9月、直腸癌、子宮浸潤、肝転移、肺転移疑い
のためストーマ造設術施行となる。夫は他界しており、術後は自宅へ退院
し一人暮らし予定。
【経過】術後 4日目にストーマを見てもらうがまだ関心を持てる様子はな
し。術後 7～9日目は方法を説明しながら看護師が便破棄を行う。ストー
マに対し否定的な言動があり出来るところだけ一緒に実施するよう伝え
る。主治医より退院の話をした頃から徐々にセルフケアに意欲的な反応
が見られるようになる。術後 2～3週目退院後を想定してストーマケア方
法などを説明。術後 4週目面板交換自立し退院。
【考察】術後、ストーマ管理が自立するまでには当病棟における標準目標
よりも時間を要しており、ストーマの受け入れが十分ではなかったこと
が原因のひとつではないかと考えた。ストーマケアを強要せず声かけの
工夫や患者のペースにあわせた指導が受容を促すには効果的である一
方、そのような関わりだけでは時間を要してしまう。看護師の働きかけに
より本人のやる気を引き出しセルフケア意識を高めることも重要であ
る。患者が必要だと感じている時に、そのタイミングに合った指導や情報
提供をすることが、患者が指導を受け入れ、セルフケアの技術や知識を身
につけていくために大切である。
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P2-9-4 当病棟における褥瘡対策に関する実態～褥瘡
に関する危険因子評価票を用いて～

○
ふくみつ ま ゆ み

福光 真弓、西本 未菜美、佐藤 元美、花見 直香、藤井 智子、
日笠 陽子

NHO 福山医療センター 泌尿器科・形成外科・乳腺内分泌外科

【目的】治療や病状により日常生活自立度（以下ADLとする）が日々変化
する患者に対し、褥瘡に関する危険因子評価票（以下評価票とする）を用
いて、患者が入院してからどの時期に褥瘡の危険因子が高くなるのか、ま
た患者の状態の低下時にどのような看護介入をしているのか評価するこ
とで実態を明かにする。【方法】対象患者に 2ヶ月間評価票を用いて毎日
評価し、患者毎に評価票をもとに集計表を作成した。慢性期からターミナ
ル期の群・化学療法の群・放射線療法の群・形成外科の群に分類し、入
院時に危険因子の各項目に該当した人数と看護介入した人数、入院 2日
目以降に危険因子の各項目に該当した人数と看護介入した人数を 3日ご
とに集計した。【結果・考察】慢性期からターミナル期の群では入院時に
危険因子の該当した人は 18 名中 16 名であった。看護介入していたのは
13 名で、マットレスの選択が最も多かった。また、入院 4から 6日目と入
院 10 から 12 日目に危険因子が変化していた。この時期が褥瘡の発生リ
スクが高いと考える。どの群においてもマットレスの選択や変更はされ
ていた。マットレスの重要性について看護師の認識が高く、患者の状態の
変化時に選択や変更ができていることが明らかとなった。しかし軟膏の
塗布やフィルム剤の貼付、栄養補助食品の提供といった看護介入は少な
かった。【結論】1．慢性期からターミナル期の患者は入院 4から 6日目と
入院 10 から 12 日目に危険因子が変化しやすいことが分かった。2．マッ
トレスの選択・変更は積極的にできていた。3．軟膏の塗布・フィルム剤
の貼付・栄養補助食品の提供は少なかった。

P2-9-5 整形外科病棟における弾性ストッキング着用
中の皮膚トラブル軽減効果の検討

○
き く ち は る か

菊池 春香、阿部 裕香、八重樫 美穂、武田 菜美、添田 恵美子
NHO 仙台医療センター 東2階 整形外科病棟

【目的】弾性ストッキング着用中の患者の皮膚トラブルを防止し、深部静
脈血栓予防を継続的に行うため、1日 2回の弾性ストッキングの脱衣と保
湿を行うことによる皮膚トラブルの軽減効果を検討した。【方法】調査期
間は着用翌日より 1週間とした。午前中清潔ケアを行う前に、前日弾性ス
トッキングを着用し直した後からケア前までの間で、弾性ストッキング
を脱衣した時の皮膚状態として「発赤・圧迫・落屑・発汗の有無」を観察
した。また、皮膚水分量計で両足内踝から 10cm上の部位の皮膚水分量を
測定し、病室の温度・湿度を記録した。1日 2回のケア前に患者より「き
つさ・暑さ・痛さ・蒸れる・痒さ」についてVASスケールによる評価を
得、3以上を何らかの不快感を生じたとした。回答は単純集計とし、1
日 1回の脱衣を行った昨年の結果と比較した。【結果と考察】対象者は、
男性 6名、女性 9名、計 15 名だった。59 歳以下の対象者が昨年より約
25％多かった。室温は 20～28 度で平均 24 度であった。湿度は 30～76％
で平均 53％であり、昨年とほぼ同様であった。一時的な出現も含めると
81％に皮膚トラブルが発生し、昨年の 69％より多い結果となった。不快
感を示した患者は少なかったことから、1日 2回のケアにより不快感の軽
減ができた。保湿を行わなかった昨年は水分量が減少傾向にあったが、今
回は調査期間中ほぼ変化がなかった。蒸れを感じた患者が多く、保湿は年
齢や体質を考慮する必要があることがわかった。【結論】1日 2回の弾性ス
トッキングの脱衣により、圧迫、発汗、発赤、落屑が一時的に出現したが、
観察による早期発見と対応で改善した。保湿は年代・体質を考慮する必
要がある。

P2-9-6 心電図モニター電極による皮膚トラブルに対
するスキンケア

○
てらまさ ゆ き こ

寺政 友紀子、金村 ゆかり、久保 真由美、小濱 彩乃、
鍵谷 三枝子、玉住 君江、山本 孝

NHO 柳井医療センター 看護課

【はじめに】人工呼吸器装着患者の心電図モニター使用中の、電極貼用部
位に発赤や水泡などを認めたり、掻痒感を訴える患者が多く、電極貼用に
よる不快感を伴う事が問題となっている。最近皮膚保護を目的として皮
膚保湿剤ピュアバリアの有効性が指摘されている。本研究は心電図モニ
ター電極交換時のスキンケアとしてピュアバリアを使用し、その有効性
を検証し研究に取り組んだので報告する。【目的】心電図モニター装着患
者を対象に、皮膚保湿剤ピュアバリアを使用し、その効果について検証す
る。【方法】1．皮膚の状態の収集非介入期と介入期を 2週間ずつ設定非介
入期はピュアバリアを使用せず皮膚水分量を測定介入期はピュアバリア
を使用し皮膚水分量を測定 2．皮膚保湿剤ピュアバリアは米粒 1粒分くら
いの量を目安に塗布ピュアバリア塗布後 30 秒経過し乾いた状態で電極
を貼用する【考察】今回の研究では皮膚水分量の著しい増加は認められな
かったが、非介入期に比べ、介入期後は皮膚水分量の維持・安定がみら
れ、保湿効果が得られた。患者からも、掻痒感が軽減したという発言が聞
かれ、皮膚トラブルの悪化はなかったと考えられる。【結語】研究期間が
短期間であった事と、症例数が少なかった為、皮膚保湿剤ピュアバリアが
明らかに有効であったかどうかを検証するまでには至らなかったが、皮
膚トラブルに貢献できる可能性が示唆された。今後はさらに症例数を重
ね詳細に検証していく事が必要である。

P2-9-7 放射線性皮膚障害に対するスキンケアへの関
心が低い患者の看護ケア

○
みなみ な お こ

南 奈保子、小林 加世子、桑田 麻名、北山 奈央子、
池渕 かおり

NHO 姫路医療センター 看護部

【はじめに】放射線性皮膚障害に対するスキンケアへの関心が低い患者に
対し、継続的に介入した事で患者のセルフケア能力が向上したため報告
する。
【症例】60 歳代、男性、下咽頭がん扁平上皮癌 StageI にて放射線療法 70
Gy 照射。終了後 3日目で皮膚障害はGrade3 に達した。
【経過】IASMモデルを用い看護ケアの介入を開始した。患者は放射線治
療による皮膚障害であると認識しているが、看護師の話を聞かずに帰っ
てしまうこともあった。また「乾かしたほうがよい」と考え、積極的に皮
膚ケアに参加できなかった。生活においても「酒を飲めると思っていた」
と話し、放射線療法後の体力回復に対して支持的に生活を送れていな
かった。そのため皮膚障害に対するセルフケア能力は全代償にあると考
えがん相談支援室にてケアを行った。患者には「皮膚の手当をすること」
だけを求め、毎日来院いただくことをお願いした。皮膚ケアについては、
ケアの根拠を説明し痛みがないように洗浄を行い、在宅で手当てが不要
となるように調整した。また皮膚科医、形成外科医、耳鼻科医、各診療科
担当看護師とケアの方法や皮膚の状態を情報共有し、皮膚の状態に合わ
せケアを提供した。
【結果】毎日来院し、適切なケアを行う事で皮膚は上皮化した。皮膚の自
覚症状に合わせて、根拠に基づいた予防的な対処ができるようになった。
セルフケア能力は、全代償レベルが一部代償へと変化し、皮膚の知識も理
解がすすんだ。
【考察】セルフケア能力に合わせた看護ケアの提供により難治性の皮膚障
害が改善したと考える。必要に応じ看護ケアを提供できる外来の体制を
整えることは在宅療養を推進する上では重要であると考えた。
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P2-10-1 当院におけるWHO手術安全チェックリスト
導入の効果と問題点

○
ね つ ともひと

根津 智仁、岸田 智之、上田 緑里、石橋 さやか、
新倉 久美子、井上 泰朗

NHO まつもと医療センター 松本病院 看護部

【目的】WHO手術安全チェックリストを導入し、効果と問題点を調査し
た。【導入・調査方法】当院の手術の流れに合わせ 6セクション（入室時、
麻酔導入前、執刀前、閉創前、終刀時、退室前）のチェックリストを編成
した。コーディネーターとなる手術室看護師に対しては複数回に渡り勉
強会と意見交換を行い、外科系医師に対しては個々に目的と手順を説明
した。皆に浸透しやすいように手術室内に掲示し、見ながらチェックが行
えるようにした。チェックリストの記載内容と全員に対するアンケート
結果から、チェックリストの実施率、完遂率、効果と問題点を調査した。
【結果】実施率、完遂率は導入 5か月後でそれぞれ 59.6 から 91.2％へ、17
から 59.6％へ上昇した。効果として装着物の取り外しと抗生剤予防投与、
モニターの確認が 100％実施など行動変化が表れていること、執刀直前
に患者リスクを共有できること、術前術中で外科系医師からの情報の提
供が増加した等あった。問題点としては、意識下の患者のリスク確認や全
員の自己紹介、全ての術式に対する 500ml 以上の出血の可能性確認など
への疑問、医師が重視していない項目に対する低完遂率、リストに含まれ
ない処置のトラブルや術後の注意点の伝達不足などが挙がった。【考察】
チェックリストは手術安全確認に対する、医療者の自主的な参加を促進
させる手段であり、当院においても安全に対する行動変化など導入効果
がみられている。しかし安全に対する温度差もあり問題点を解決するた
めには、低完遂率の項目に対してコーディネーターから発言する、各自の
意見やインシデント事例を反映させるなど修正・再評価していくことが
必要である。

P2-10-2 重症心身障害児（者）病棟での指差呼称の実施
状況―指差呼称を用いての安全確認ができな
い理由―

○
さ さ き と も こ

佐々木 智子、遠藤 邦子、福士 綾子、櫻井 哲夫、相場 由美子
NHO あきた病院 看護部南1病棟

【目的】重症心身障害児（者）（以下、重症児という）病棟では、ベッドサ
イドレール（以下、サイドレールとする）の上げ忘れは、転倒・転落につ
ながり骨折などの事故になる危険性が高い。サイドレールの確認に指差
呼称が有効だといわれているが、実践されていない現状である。そこで、
今回スタッフ全員にアンケート調査を行い、指差呼称での確認の有無、確
認していないその理由を明らかにした。【方法】重症児病棟に勤務する 35
名に対し、サイドレールを上げる際に指差呼称をしているかどうか等ア
ンケート調査を実施した。調査目的を説明し回答をもって同意を得たと
した。【結果】（1）サイドレールの上げ忘れは、オムツ交換時、更衣時の順
であった。（2）サイドレールの確認をいつ行っているかの質問では、患者
の側を離れるときで多かった。（3）指差呼称の内容を知っているかの質問
では、スタッフの 80％が知っていた。（4）指差呼称でサイドレールの確
認をしているかの質問では、スタッフ 65.7％が確認していないとの回答
だった。（5）指差呼称での確認をしていない理由については、周囲で誰も
行なっていない、意識していないであった。【考察】一人ひとりが指差呼
称を理解し、安全に対する意識を高め、行動に移していくことが重要であ
る。そして、安全に対する個々のモチベーションの向上に繋げられるよう
職場風土を構築していくことが必要と考える。

P2-10-3 医療安全を目指した組織横断的チーム活動の
取り組み

○
す ず き の ぶ こ

鈴木 信子、後藤 興治、武田 和憲、斎藤 泰紀
NHO 仙台医療センター 医療安全管理室

当病院では、医師・看護師・理学療法士・放射線技師・事務等多職種に
よる 4つのワーキンググループを結成し、事故防止を目指した医療安全
の取り組みをした。ワーキンググループとして、転倒転落防止・誤嚥防
止・誤投与防止・肺塞栓防止に取り組み、各ワーキングで年間活動目標
を立案、目標達成を目指し活動した。転倒転落防止活動では、「転倒転落
アセスメントシート」「転倒転落発生後カンファレンスシート」の活用に
向けた啓蒙活動。リハビリ科と連携し、ADL低下患者に対する看護師の
リハ的介助技術の向上を目指した講習会の開催。患者の療養環境整備と
して、廊下環境基準を作成し周知、病棟ラウンドによる効果の確認。誤嚥
防止活動では、誤嚥性肺炎防止に向けた取り組みを実施。「誤嚥性肺炎」の
病名患者を抽出し実態調査を行い「摂食・嚥下機能スクリーニングシー
ト」を改訂し活用。誤投与防止活動では、エラーモード・エラー要因分析
を実施、改善策の検討、自己管理薬の手順作成し活用。肺塞栓防止活動で
は、PE�DVT評価スコアシート実施率の向上と評価に沿った適切な治療
の検証を実施。各ワーキンググループによるワークショップを中期に開
催し、進捗状況報告や協力依頼など啓蒙活動を実施。また、年度末には各
ワーキングの 1年間の活動の成果・課題等の報告会を開催。以上のよう
な活動の結果、前年度と比較し、転倒転落防止活動ではレベル 0が増加、
レベル 3bのアクシデントが減少。また、誤投与防止活動ではレベル 2
が半減以下。肺塞栓防止活動では肺塞栓の発生件数が減少し死亡件数 0
件であり、各ワーキンググループの活動が効果を示した。

P2-10-4 患者さんの安全を守り隊―患者誤認防止対策
編―

○
はまにし ゆ み

濱西 由美、佐藤 容子、宮崎 雅江
NHO 福山医療センター 看護部

【はじめに】患者誤認は最も初歩的な間違いで、重大な結果を招く。当病
棟で取り組んだ、患者誤認防止対策を報告する。【インシデント分析】H
24 年度の患者誤認事例は、与薬 4件、注射 2件、手術など合計 8件あった。
患者誤認のインシデントレポートを基に、経験年数、勤務帯、インシデン
トの背景やエラー発生要因を洗い出した。結果を一覧表にして提示し、事
例の共有と対策の周知を図った。患者誤認のインシデントの分析結果、患
者誤認の発生には、看護師経験年数に関連なく発生している。次に、患者
誤認発生の場面に関連性はなく、ナースステーション、病室、与薬、注射、
勤務帯等、あらゆる場所・場面で、患者誤認が発生するという 2点が判明
した。【患者誤認防止対策の実践】1．同姓患者情報をナースステーション
のベッドボード横へ表示 2．同姓患者・類似氏名患者の同室は避ける
3．患者にも同姓患者がいることを知らせ、患者自身にも注意喚起を行う。
4．日々の申し送り時に「指差し・声だし・フルネームでの確認」を行う
よう、アナウンスを地道に行う。与薬準備時においては、看護師 2人でW
チェックを行うとともに、指差し・声だし確認を行っているが、患者に与
薬する場面でも、指差し・声だし確認を行い、患者にも自分からフルネー
ムで名乗ってもらうよう協力を依頼し、患者とともに患者誤認防止を
行った。【結果】患者誤認インシデントは、H24 年度の 8件からH25 年度
は 4件に半減した。与薬については、4件から 0件になった。【結論】「指差
し・声出し・フルネームで確認」を正確・確実に行う。確認行動が習慣化
できるよう啓発を継続して行う。
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P2-10-5 患者の安全確保に向けた看護実践の現状の解
明―より効果的な対策を目指して―

○
く ど う ま ゆ み

工藤 真由美、吉田 メイ子、及川 敦子、田原 邦亮
国立国際医療研究センター病院 看護部

【背景と目的】当病棟では、昨年、誤薬や転倒等に関するインシデントレ
ポートが 123 件提出されており、その都度、患者の安全を確保するための
対策を講じてきた。しかし、その対策は十分に効果的ではなく、同様のイ
ンシデントが繰り返し発生していた。そこで本研究は、より効果的な対策
を目指し、当病棟における患者の安全確保に向けた看護実践の現状を解
明した。【方法】測定用具は、三浦ら（2010）が開発した「患者安全のた
めの看護実践自己評価尺度」（以下、患者安全尺度）（8下位尺度、40 項目、
5段階リカート型）を用いた。信頼性と妥当性は、先行研究により確認さ
れている。対象は、当病棟看護師 28 名であり、2014 年 5 月に無記名によ
る質問紙調査を実施した。なお、測定用具の使用に際し、開発者より使用
許諾を得ている。【結果と考察】回収できた質問紙 26 部（回収率 92.9％）
のうち、有効回答 25 部を分析した。患者安全尺度の 8下位尺度のうち、
〔2．患者に生じる異変・危険を予測し早期発見・対処する〕が 20.1 点、
〔3．患者状況のアセスメント結果に基づき安全に援助を実施する〕が 20.0
点と高く、〔1．基本を守りながら工夫を凝らし誤りのない実践を目指す〕
が 17.2 点、〔5．安全な環境の維持に向けて物品と自らの健康を管理する〕
が 16.0 点と低かった。これは、当病棟の看護師が、患者の安全確保に向け
て、患者の状態を頻繁に観察し、患者の状況に応じた援助を実施できてい
る一方、手順書や原理・原則に基づいた看護、病棟内の医療機器の点検・
整備、自らの体調管理ができていないことを示唆した。今後の課題は、当
病棟において、低得点であった側面の看護実践の向上につながる対策を
実施することである。

P2-10-6 確認行動遵守に向けた取り組み―自己評価と
小テストの結果から―

○
ふけ よ し こ

泓 ヨシ子
NHO 佐賀病院 医療安全管理室

【はじめに】A病院のインシデント報告は、注射・点滴事例が最も多く、
要因は確認不足である。職員の確認行動の遵守と実行させるための課題
を明らにするため、注射実施行動の自己評価（以下、自己評価）とその行
動の根拠となる知識の小テスト（以下、小テスト）を行ったので報告する。
【方 法】1）対象 副看護師長、看護師 239 名（自己評価 234 名・小テス
ト 213 名）期間 平成 25 年 11 月～1月 2）方法（1）自己評価 注射の実
施手順に沿った 24 項目についての「している」「していない」の 2者択一
とし、各設問毎の正解率と標準偏差を算出した。（2）小テスト 注射の実
施手順に沿って 22 問の記入方式とし、各設問毎に正解率と標準偏差を算
出した。【結 果】1）自己評価の正解率は平均 91％（標準偏差±0.12）。
低かった項目は「アレルギー禁忌薬剤の確認」、「医師からの説明を聞いて
いるか確認する」、「役割を交替して確認している」、「フルネームで確認し
ている」、「注射する事を説明している」であった。2）小テストは、正解
率は平均 82％（標準偏差±0.21）。低かった項目は、5Rの「患者名」、「ダ
ブルチェック」であった。【考 察】自己評価の正解率が低い「アレル
ギー」、「医師の説明」は、一度確認すれば次は必要ない行動である。小テ
ストの正解率が低い「患者名」、「ダブルチェック」はインシデント報告事
例の分析結果と一致していた。自己評価においても「役割の交替」、「フル
ネームで確認」の正解率が低く、安全行動の根拠となる知識不足により確
認行動が不足していた。注射事故を防ぐには、確認行動が何故必要かと
いった意味を理解させ、行動を習慣化させる必要がある。

P2-10-7 患者認証システム導入前後における患者誤認
事例の検討

○
い け だ み ち

池田 美智、佐々木 京子、阿部 貴子、青木 裕之、藤兼 俊明
NHO 旭川医療センター 医療安全管理室

【背景】患者誤認は重大な結果をもたらすことから種々の対策とられてい
るが、根絶できていない。【目的】患者誤認防止のための認証システム導
入による効果を検証するとともに、新たな問題点について検討する。【対
象と方法】平成 21 年 4 月から 26 年 3 月までのインシデント報告から患
者誤認事例を抽出し、その内容・背景について、電子カルテとリストバン
ドによる患者認証システム（以下、認証システム）導入前後で検討した。
【結果】認証システム導入前 28 ヵ月間のインシデント報告は 1,485 件
（53.0 件�月）、導入後 32 ヵ月間は 1,995 件（62.3 件�月）であった。患者誤
認の件数は、前後で 31 件（1.11 件�月）対 25 件（0.78 件�月）、インシデ
ントに占める割合は同じく 2.09％対 1.25％であった。また、レベル別で
は、前は 0が 13 件（41.9％）、1が 18 件に対し、後は 0が 13 件（52.0％）、
1が 12 件で、いずれも 2以上はなかった。内容別には、処置、採血、撮影、
処方が減少し、指示、注射、情報伝達が増加した。【考察とまとめ】患者
確認の基本は、二つ以上の方法（フルネームでの名乗りとリストバンド等
のバーコード認証）での確認である。認証システム導入後においても、フ
ルネームでの名乗りを確実に行うことで防止し得た事例が多くみられ
た。また、直接患者を前にしない場面での患者誤認（誤った患者への指示、
情報伝達の間違え）など、認証システムでは防ぐことの出来ない事例もみ
られた。あらゆる場面において患者誤認の可能性があり、様々な事例を情
報共有することで新たなリスクの発生を予防する必要がある。

P2-11-1 看護師の倫理問題に対する認識の実態調査

○
なかむら み き こ

中村 美季子、濱口 富美子、貞松 暁美、倉本 昭子、
木下 日出美

NHO 長崎病院 地域連携室

【背景】看護職が専門職としてより質の高い看護を提供するためには、深
い知識と確実な技術だけではなく高い倫理的感性が不可欠である。倫理
問題に対応するには倫理的意思決定の能力、倫理問題に気づくことがで
きる倫理的感受性、問題を分析し行動する倫理的行動力を発展させるこ
とが重要である。そこで、当院看護師が倫理的判断を迫られている時の道
徳的感受性を明らかにするために、実態調査を行ったので報告する。【目
的】自施設における看護師の倫理問題に対する認識を明らかにする。【研
究方法】自施設に勤務する看護師 168 名に、Lutzen Kらが開発したMST
（Moral Sensitivity Test）を翻訳修正した全 30 項目からなる道徳的感性
尺度（MST）を用いて実態調査を行った。それぞれの項目の点数を計算し、
平均値と高値、低値を算出し、看護師の年齢・経験年数、倫理教育受講の
有無・内容などとの関連について分析した。倫理的配慮：院内の倫理委
員会にて承認を得た。【結果・考察】1．看護師の道徳的感性は、年齢別・
経験年数別・教育受講の有無に関係なかった。2．当院の看護師は、倫理
教育への参加や教育の機会が少ないことが伺えたが、日頃より患者のた
めにどうあるべきかディスカッションを行っているため、看護の意義に
ついては看護師が共通に持っている認識であった。3．勉強会参加回数が
多いほど多くの倫理的問題を経験しているため、倫理的感性が高い傾向
であった。4．倫理的感性を高めるためには、倫理教育受講の有無ではな
く、教育方法や内容が重要であった。5．倫理について行動面までは明確
にできなかった。【まとめ】看護の意義については看護師が共通に持って
いる認識であった。
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P2-11-2 当院における倫理事例検討会「看護を語る
会」発足からの取り組みと今後の課題

○
た な か ゆ う こ

田中 優子、上杉 英夫、市川 智里、佐々木 千幸、岩爪 美穂、
小林 直子、關本 翌子

国立がん研究センター東病院 看護部

【目的】当院では倫理的視点から問題に対する看護の役割を見出すことを
目的として、2009 年 5 月看護師を対象に「看護倫理検討会」を立ち上げた。
その後、名称を「看護を語る会」と改め、会のあり方を模索しながら現在
に至っている。今回、発足から 5年間の取り組みをまとめ、より有意義な
会に向けて今後の課題を検討した。【方法】2009 年 5 月～2014 年 3 月まで
の会議録、各年毎の活動計画書・報告書から、開催状況・方法・内容、参
加人数・職種、テーマ、討議内容を分析・考察した。【倫理的配慮】事例
および参加者個人が特定されないよう配慮した。【結果】2009・2010 年度
は、勉強会とディスカッション・発表形式での事例検討会を行った。しか
し、参加者が少なく「内容が難しい」という意見から、2011 年度から「看
護を語る会」に改め、感情を率直に語り受け止め合うことを目的とし、年
間を通して事例検討会を行った。更に教育的効果を期待し、卒後教育「看
護倫理」の受講生の参加を必須とした。また、情報と思いを共有して討議
内容を深めるため、事例に関わった他職種も参加対象とし、看護師の他
に、医師、薬剤師、臨床心理士が参加した。これらの取り組みで、2011
年度以降は、参加人数や事例提供数が増加してテーマも多様化した。ま
た、討議内容も、看護師のみの意見交換から、専門的視点での問題解決に
向けての情報共有・意見交換、職種を越えた出席者の思いの共有・支持
へと変化した。【考察】参加人数の増加や他職種の参加は、多様な事例の
テーマや、より広い視点での有意義な討議に繋がっていた。今後は、会の
成果と問題点を明確にするために、参加者の意識調査や教育効果の評価
を行っていく必要がある。

P2-11-3 看護実践活動での倫理観の向上を目指して～
事例検討を柱とした当院での活動報告～

○
さかもと ま さ み

坂本 理美、小田切 奈緒子、徳本 萌、二宮 梨絵、江口 隆浩、
森田 理加、東 幸代、西岡 恵子

NHO 九州医療センター 看護部

【はじめに】
当院では、看護ケアの質を測定・評価し、看護の質向上を図る事を目的に
「プロジェクト看護の質委員会」（以下、委員会）で活動を行っている。平
成 25 年度は、看護倫理観の向上を目指し、事例検討を行ったのでここに
報告する。
【方法】
期間：H25 年 5 月～H26 年 1 月
対象：病棟・手術室・外来看護師 555 名
方法
1．院内統一事例と各部署独自事例（以下、独自事例）で事例検討
2．委員会で臨床倫理の 4分割法勉強会
3．委員会で独自事例検討内容を発表し意見交換
4．全部署へ独自事例検討内容を配布し閲覧
評価方法
1．事例検討前後に道徳的感受性尺度（以下、MST）調査後、t検定で比
較
2．事例検討後に気持ちや行動変容等に関する質問紙調査後、割合算出
【結果・考察】
事例検討参加者は 75％であった。独自事例の方が、参加率が少ないにも
関わらずMSTの総得点は高かった。倫理的問題は部署により特徴が異な
り、身近で興味を持ちやすく考えやすかったと考える。又、両事例への参
加者の方が、MST総得点は高かった。全体の 81％が今後の看護に活かせ
るとし、倫理的問題体験回数増加者は 52％、気持ちや行動に変化ありは
61％であった。特に、患者への対応に変化がある者はMST総得点が高く
有意差あり。変化内容として、悩んでいるのは自分一人ではなく、周囲に
相談しても良いと思えている。事例検討の模擬体験を重ねたことで、倫理
的視点で問題と捉える力が養われたと共に、悩みの解決方法が分かり、
チームで問題解決へ取り組んでいく足掛かりができた。
【結論】
事例検討を柱とした活動により、道徳的感性を高め行動変容に寄与した。

P2-11-4 身体抑制を実施した時の看護師のジレンマ

○
さいとう み き

斎藤 美樹、青木 麻美、吉成 恵里
NHO 栃木医療センター 看護部

当院ではさまざまな理由や状況により身体抑制を実施している。その際
に「本当に必要か」という疑問や、患者に対する倫理的な感情が看護師を
悩ませジレンマとなっている。【目的】身体抑制を実施した時の看護師の
ジレンマを把握し、そのジレンマが軽減するための検討資料とする。【方
法】研究者等が所属している病棟に勤務している看護師 74 名を対象に、
質問紙により調査した。本調査を行うにあたり、患者・看護師のプライバ
シーが侵される可能性があるため、対策として調査紙対象者に研究の目
的を説明し承諾を得た。【結果】対象者の全てが「抑制をせざるを得ない
状況がある」と回答した。また身体抑制実施時のジレンマを感じる頻度に
ついては、最も多かった解答が「時々感じる」52％、「毎回感じる」33％、
「どちらともいえない」11％、「ほとんど感じない」2％、「まったく感じな
い」0％であった。身体抑制を実施する際、思い悩むことや葛藤はあるか
自由記載方式で質問したところ、得られた回答を個人を特定されないよ
う、要約・分類し最も多かったものが、「本人や家族の立場になると悲し
いと感じる。」23％、次いで「マンパワー不足だと思う」18％、「身体損傷
予防のために抑制をすることに対しての葛藤」16％という結果が得られ
た。【考察】看護師は業務の中で身体抑制に対しとても多い頻度でジレン
マを感じており、そのことがストレスになっていると考えられる。ジレン
マを抱いているだけでなく、身体抑制に変わる対応策も個々人では考え
ていることが分かった。これらの回答や個々人の対応策をスタッフ全体
で把握することが、ジレンマの軽減に繋がるのではないかと考えた。

P2-11-5 抑制解除をためらう要因を知る～看護師の思
いから～

○
こばやし けい

小林 佳、小林 麻理、郡 あずさ、土井 純子、米森 三枝子、
新渡 礼子

NHO 相模原病院 整形外科 整形リウマチ科

【目的】「不必要な抑制を減らす看護介入」について検討する事を目的に、
看護師が抑制解除をためらう要因を明らかにする。【対象】A病棟看護師
で同意を得られた看護師 2名A看護師：42 歳 臨床経験 21 年 B看護
師：50 歳 臨床経験 14 年【方法】期間：2013 年 1 月～2014 年 3 月デー
ター収集：半構成的面接法により抑制に関する経験で【外そうとした場
合】【外そうと行動に起こせなかった場合】について具体的にインタ
ビューした。分析方法：（1）録音したインタビュー結果を逐語記録に作成
（2）内容を熟読し文脈を捉えた上で区切りラベル化（3）抑制に対する思
いや行動の類似性・系属性に基づきサブカテゴリー化（4）サブカテゴ
リーの類似性でカテゴリー化。【結果】106 個のラベルを抽出し、サブカテ
ゴリー 17 個と 4個のカテゴリー【過去の経験】【抑制に対する受け止め
方】【患者の状況・背景】【抑制を外すためのカンファレンス】に分類した。
【考察】A看護師の場合、抑制解除で起こった【危険の経験】を基に【危
険の予測】を行い【過去の経験】が構築されたと考えられるが、B看護師
は、過去に【危険の経験】はなく、【危険行動の予測】の積み重ねが【過
去の経験】と考えられる。【抑制に対する受け止め方】もA看護師は【抑
制に対する罪悪感】が存在する一方で【抑制している安心感】があるのに
対し、B看護師は【抑制を工夫次第で外せるという思い】を基に【抑制を
解除しようとする行動】へ繋げている事が考えられる。看護師の抑制解除
に対するためらいは【過去の経験】が【抑制に対する受け止め方】に影響
を与えると伴に、【抑制を外す為のカンファレンス】の内容と結果への期
待も異なっていた。
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P2-11-6 立位困難で座位保持可能な高齢者のトイレ排
泄援助を選択できない要因～看護師への質問
紙調査より～

○
ふなくま

船隈 まゆみ、栗脇 かずみ、鈴木 敦子
国立療養所星塚敬愛園 1病棟

【目的】立位困難で座位保持可能な高齢者におけるトイレでの排泄方法を
選択出来ない要因を明らかにする。【研究方法】看護師 49 名を対象にオリ
ジナルの質問紙調査を行った。調査内容は対象者の背景、排泄援助方法、
トイレでの排泄方法を選択できない理由（22 項目）を 5段階評定法（5：
常に思う～1：全く思わない）で回答を依頼し、単純集計で分析した。【結
果】対象者は、経験年数 20 年以上が 6割を超え全員が排泄援助経験者
だった。介助が必要な高齢者の排泄方法について、看護師の 94％がトイ
レ排泄を患者が希望するであろうと答えたが、思い浮かべる排泄援助方
法においては 29％であった。看護師がトイレ排泄を選択できない理由
は、「筋力低下・四肢の障害による転倒・転落が心配」が平均値 4.09、標
準偏差 0.89 と高い回答を得た。平均値 3を超えたのは、「認知力低下」「視
力低下」「聴力障害」による転倒・転落が心配、「加齢・疾患」による身体
への影響が心配、「ルート類があり事故につながりやすい」「トイレが狭く
車いすが入らない」であった。【考察】看護師は、トイレでの排泄が高齢
者の希望であり好ましいと認識しているが、実際の援助方法に結びつけ
ることができない現実があるのではないかと考える。トイレ排泄援助方
法を選択できない要因は、介助する際に、転倒・転落や身体への影響、事
故につながりやすい点に不安を抱くことが推察できる。安全面を重視す
る余り、高齢者が満足する排泄を行えていない可能性も考えられる。そこ
には、排泄援助を選択する判断基準において、安全面とクオリティ・オ
ブ・ライフのバランスに悩む心理的ジレンマがあると考える。

P2-11-7 臨床的脳死状態となった患者家族へ清潔ケア
参加を促した看護の一例

○
ほり ゆ き こ

堀 友紀子
NHO 京都医療センター 救命救急センター�急性・重症患者看護専門看護師

【目的】臨床的脳死状態となった患者家族（恋人も含む）と清潔ケアを一
緒に行う機会を持ち、家族の思いが変化したため、今回の看護を振り返
り、患者家族の支援の在り方について検討した。【方法】看護記録から清
潔場面を抽出し、臨床的脳死状態の診断を受けるまで、診断を受けてから
転院までの家族の言動を検証した。【経過】急性喉頭蓋炎で緊急入院後、
心停止となり、その後臨床的脳死状態となった。家族は入院直後より動揺
していた。脳死状態という状況を伝えるにあたり、さらなる心理的な危機
状態になること、長期化により家族の生き方そのものを変えることが予
測された。家族の状況をスタッフ間で情報共有し、入院 8日目より面会時
に手浴、洗髪などの清潔ケアの参加を促し看護師との信頼関係を構築で
きる機会になるよう調整した。考察この事例では症状出現時から状態の
悪化を予測できたが、医学的な助言が不足したことにより、家族は医療者
に不信感も生じていたため、危機的な心理状況であると判断した。清潔場
面の機会を持つと家族からは、「少しでも何かしてあげられることがあっ
て嬉しい」という思いを表現された。脳死状態という状況を伝えられた際
は冷静に現状を受け止めようとする様子が伺えたが、その後の清潔場面
では「子供の状態を見るのが辛い」といった苦悩する親の思いを表出する
ことがあった。家族にとっては、清潔ケアの参加は看護師との信頼関係を
構築し、揺れ動く心理について表出する機会となり、心理的な危機状態を
回避できたのではないかと思われる。また、家族は患者が清潔好きであ
り、清潔ケアの参加は受け入れ易かったこと、唯一患者にできることとし
て認識したと思われる。

P2-12-1 小児てんかん病棟での初回入院当日の看護師
の関わりに対するニーズ～患児家族にアン
ケートを実施して～

○
ほそかわ あ き

細川 亜紀、山本 宜子、海野 愛理、中田 美紀、藤井 千穂子
NHO 静岡てんかん・神経医療センター A4病棟

【はじめに】てんかんという疾患の特徴から、当病棟ではほとんどの患児
に家族が付き添っている。そのため患児のみでなく家族に対しても入院
生活上の細かな規則が多くある。入院当日は長時間脳波検査が開始され
るなど慌ただしく、患児家族が理解しやすい病棟案内ができているかと
いう疑問が常にあった。看護師の対応への苦情を投書された経験もあり、
入院当日の案内や情報収集の現状を見直す必要性を感じた。【目的】初回
入院当日の看護師の関わりに対する患児家族のニーズを明らかにする。
【方法】当病棟に初めて入院した患児の付添者 38 名に調査の主旨を説明
し、アンケート用紙を配布、回収できた 29 件を集計した。【結果・考察】
1．入院前の案内：郵送資料にはほとんどの家族が目を通していたが半数
以上がもっと情報を得たいと答えた。今後、資料を充実させることは案内
に役立つと考えられる。2．入院当日の看護師の対応：看護師による患児
に関する情報収集について特に問題を感じていない人が多かった。しか
し、伝えたいことが伝えられなかった人が 2名おり、十分に家族の話を聞
き出していく必要がある。3．個別に説明する病棟案内：案内の時間、内
容、わかりやすさについてほぼ全員が適当と答えた。病室設置のパンフ
レットは役立っていたため、継続して活用できるよう取り組む必要があ
る。【おわりに】病棟案内については、問題点の指摘が少なく、今後の改
善点に向けての示唆は得られなかった。しかし、調査開始以降、入院患児
家族からの苦情や困ったという訴えはないことから、今回の取り組みが
丁寧な案内をする意識づけになった可能性が高い。さらに研究結果を共
有し少数意見についても検討していきたい。

P2-12-2 看護師の接遇の評価～看護学生による他者評
価との比較で明らかになったこと～

○
あ べ あ や か

阿部 綾香1、坂本 真理1、上杉 真里1、姫野 里見1、中島 由美子2

NHO 別府医療センター 看護部1、
NHO 別府医療センター附属大分中央看護学校2

【目的】接遇について、看護師の自己評価と看護学生の他者評価を比較す
ることで看護師の接遇の現状を明らかにする。【方法】実習病棟の看護師
250 名、看護学生 3年生 68 名を対象とし、接遇に関する 49 項目からなる
5段階評価のアンケートを実施した。有意差の有無はマン・ホイットニー
のU検定を用いた。倫理的配慮として対象者に研究の趣旨、自由意志によ
る参加であること、個人情報の保護等を説明し回答をもって研究への同
意とした。【結果】各項目の平均点をみると、49 項目全てにおいて他者評
価が低く、そのうち 46 項目で有意差がみられた。自己評価の平均点は 4.6
であった。平均を下回る項目が 24 項目あり「勤務中私語を慎んでいる」
「適切な敬語、謙譲語を使っている」等であった。これらの項目の評価段
階では最低の「できていない」と答えた看護師が約 1割みられ、他者評価
も低かった。他者評価の平均は 3.8 であった。平均を下回る項目は 19 項目
あり「学生に挨拶や会釈ができている」「勤務中の私語を慎んでいる」等で
あった。他者評価が平均以下であるのに対し自己評価が平均以上の項目
が「声をかけたらすぐ返事を返している」等 3項目あった。【考察】自己
評価の平均が低いと他者評価も低い傾向にあるが、自己評価が平均以上
でも評価段階を低く選んだ看護師が多い項目は他者評価が低く、一人や
一場面の悪い印象が全体の評価に影響している。また、自己評価と他者評
価の開きが大きい項目は、対人援助の職業である看護師にとって接遇上
重要である。相手のとらえ方を真摯に受け止めて自分を知るために、今後
も他者評価の機会を設け、接遇の改善に病棟全体で取り組む必要がある。
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P2-12-3 患者・家族の意見を取り入れた接遇の改善～
アンケート結果から検討会を実施して～

○
よ し べ か お り

吉部 香織、橋本 朝子、茅野 良美、中島 マサ子、船橋 裕子、
今井 美奈

NHO 石川病院 看護課

【はじめに】当病棟は神経難病や意識障害により長期入院患者が多い。日
常業務の中で接遇が良くない場面がみられた。そこで患者・家族と職員
の接遇に対する認識を調査し、改善に繋がるよう取り組んだ。【目的】患
者・家族、職員に接遇アンケートにて現状を把握し対策を実施すること
で接遇の改善を図る。【方法】＜取り組み内容＞A患者・家族の意見を取
り入れた接遇の検討会の実施。B看護師としての自覚を持ち患者・家族
に接する標語を唱和。C職員間のコミュニケーションがスムーズに行え
るよう挨拶の強化。＜調査方法＞対象は、看護師 18 名、患者・家族 30
名。調査・評価方法は、オリジナルのアンケートを作成した。内容は、環
境・知識・ルール・コミュニケーション・ホスピタリティの 5つのカテ
ゴリーの 34 項目で構成した。評価は 4段階とし、アンケート実施に際し
無記名で行い担当者が回収した。改善策を実施後、再度アンケートを行い
比較した。【結果】前のアンケートでは、4カテゴリーで職員より患者・家
族の評価が高かった。コミュニケーションの 1項目で患者・家族 2.7，職
員 3.0 と患者の評価が低かった。そこで取り組みABCを実施した。その
後、再度アンケートをした結果、職員ではルールは 3.0 が 3.1 へ，コミュ
ニケーションは 3.0 が 3.1 へ増加した。環境とホスピタリティは変化がな
く、知識は 3.1 から 3.0 へ減少した。【考察】接遇について患者・家族のア
ンケート調査を行い、職員間で検討したことは、接遇に対する関心を高め
ることにつながったと感じる。今後も職員の意識を高めていきたい。

P2-12-4 接遇施策が及ぼした結果―接遇に関する看護
師の意識向上への取り組みを通して―

○
ひ ら た は る な

平田 春菜、戸田 恵子、室田 ゆかり
NHO 米子医療センター 6階病棟

【目的】看護師の接遇に対する意識を知り、問題や課題を明らかにし、接
遇改善を施行しその効果を検証する。【用語の定義】接遇施策：接遇に関
する看護師の意識向上への取り組み【方法】A病棟看護師 21 名に対し、
接遇施策として 1）研修「患者接遇マナー公開講座」の伝達会を行う
2）ミーティングにて、接遇に関する病棟目標、個人目標を設定し掲示す
る。3）接遇施策前後で接遇に対する意識調査をアンケートにて行う。意
識調査の項目は「挨拶」「表情」「態度」「言葉遣い」とする。【結果・考察】
施策前では「言葉遣い」の平均値が最も低かった。接遇施策 1）2）を通し
接遇改善の活動を行った。施策後は「態度」の項目に含まれる「話しかけ
やすい雰囲気」以外はすべて平均値が上昇した。特に、看護師経験年数 1～
2年目の自己評価の平均値は全体より低かったがすべて上昇した。接遇に
対する目標達成率は『出来ている』『大体できている』が病棟目標は 63％、
個人目標は 67％となった。接遇に対しての意識を高めることができたか
という質問では『出来ている』『大体出来ている』67％となった。自己評価
の平均値が上昇したことからも接遇施策 1）2）を行う看護師の接遇に対す
る意識が向上し、接遇の全体のレベルの底上げを行うことができたと考
える。【結論】1．意識調査、接遇に対するミーティングを行うことで自己
の接遇について振り返ることができる。2．接遇に関する意識調査で自己
評価の平均値が最も低い項目は「言葉遣い」であった。3．看護師経験年
数 1～2年目の看護師の接遇に関する自己評価が低い傾向であった。4．接
遇施策を行ったことにより接遇に関する自己評価の平均値上昇し意識の
向上が見られた。

P2-12-5 分かりやすい入院時オリエンテーションをめ
ざして

○
たかはし あ さ み

高橋 麻美、阿部 優子、菅原 孝子、小野寺 友喜
NHO 岩手病院

【はじめに】当病棟では、入院時オリエンテーションの説明用紙が多く、
看護師が個々に説明する内容が違い、患者・家族から不安や苦情が聞か
れる事があった。そこで、入院時オリエンテーションを充実させ、不安の
軽減を図り安心し入院生活が送れるようオリエンテーションについて取
り組んだので報告する。【目標】看護師が統一したオリエンテーションを
提供できる【期間】平成 25 年 11 月 20 日～平成 26 年 2 月 7 日【方法】1．
看護師へアンケートの実施 2．オリエンテーションの冊子を作成 3．冊子
の活用手順を作成【結果】取り組み前は統一したオリエンテーションが出
来ていると感じている看護師は少なかった。取り組み後、看護師はポイン
トを掴みながら説明できた。患者・家族からは、不安や苦情を話されるこ
とはなく、作成した冊子も「わかりやすい」「見やすい」という声が聞かれ
た。【考察】オリエンテーションとは、「患者が入院生活を快適に過ごし、
適切な治療・ケアを受けられるよう環境を整え、患者・家族に対して説
明・指導を実施する」ことである。不安を持って入院してくる患者が、安
心して入院生活を送って頂けるよう、看護師はわかりやすい言葉、笑顔で
接し、サービスの提供について説明することが役割である。当院では、受
け持ち看護師が入院時オリエンテーションを行い、入院から退院まで患
者・家族と関わることができ信頼関係を築けてきていると感じる。今回
の取り組みは、「わかりやすかった」という声が患者・家族より聞かれた
ため今後も冊子・活用手順を見直し継続していく必要がある。

P2-12-6 看護師の接遇意識調査結果からの一考察

○
さ と う こ う た

佐藤 広太1、廣田 尚美1、許 明菜1、三栖 麻理子1、近藤 卓2

NHO 横浜医療センター 看護部1、NHO 高崎総合医療センター2

【はじめに】現在、医療はサービス業に属するとされており、医療と接遇
は切り離せない状況にある。しかし、患者に対し友人の様に接する看護師
や勤務中に愛称や呼び捨てで呼び合う看護師を見かけることがある。そ
こで、今回、看護師の「自分や他看護師の言葉遣い」「同僚の呼び方」につ
いてどのように接しているか、また、どのような印象を持っているのか調
査した。【方法】対象：A病院看護師、助産師 551 名期間：平成 25 年 12
月 6 日～12 月 18 日方法：質問紙法（選択回答式及び自由記述式）倫理的
配慮：対象者に研究の趣旨と方法を書面で説明し同意を得た。【結果・考
察】有効回答数：334�511 名（65.3％）。「患者に対して敬語で接するよう
に常に心がけている」と回答したのは 96.7％であったのに対し、「自分は
患者に対して友達と接するように話しかけている」が 34.1％、「他看護師
は患者に対して友達と接するように話しかけている」が 62.6％であり、ほ
とんどの看護師が敬語を常に心がけているとしながらも、実際には実行
できていないことが分かった。また、「自分�他看護師は同僚を呼び捨てで
呼ぶことがあるか」、「自分�他看護師は同僚をあだ名で呼ぶことがある
か」の質問に対しても同様の傾向が見られ、これには看護師の自己認識の
低さがあると思われる。自由回答では患者に対する馴れ馴れしい言葉遣
いを不快に感じるという回答が多かった。年齢別ではアンケート結果に
有意差はなかった。【結語】看護師の接遇や言葉遣いについて患者から指
摘を受けたことがあり、今回の調査からも早急な対策が必要である。今
後、接遇改善に向けて看護師の意識、行動の変容ができるよう研修会等、
具体策を検討し実践につなげる。
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P2-12-7 やりがいのある看護と充実した入院生活に向
けて～患者サービス・職場環境委員の取り組
みから～

○
さ と う あ き こ

佐藤 晶子、佐々木 幸子、小野寺 真理、糟川 歩、藤森 早矢香
NHO 岩手病院 1病棟

【はじめに】A病棟は進行性の難病を抱える患者が長期入院しており、人
工呼吸器が常時 20 台程度稼働している。このような状況の中で、スタッ
フは気持ちに余裕がなくなり、患者と向き合う時間が少なくなっていっ
た。また患者のほとんどが 365 日ベッド臥床という単調な生活を送って
いた。この状況を改善すべく、患者サービス職場環境委員会を立ち上げ活
動してきた内容を報告する。【目標】スタッフの仕事に対してやりがいが
ないことや、様々な不安が減少する【期間】平成 25 年 12 月 1 日～平成 26
年 2 月 28 日【方法】1．フィッシュ哲学の導入（各項目に対し勉強会と対
策実施）2．働きやすい環境を作るため病棟内の整理整頓 3．1．2．の効果
確認のため、アンケートの実施とその確認【結果】1．病棟の装飾やイベ
ントを実施することで、患者は季節感、気分転換を得ることができ入院生
活に変化をもたらすことができた。また、患者・家族からのクレームが減
り、喜びの声や手紙を頂いた。2．職場環境を整理整頓したことにより、
働きやすくなったとの声がきかれた。3．スタッフの「やりがい」に対す
る気持ち、また仕事に対しての様々な不安は 38％から 4％に減少した。
【考察】「やりがい」とは仕事の手ごたえや達成感を指すことになるが、毎
日の仕事から「やりがい」を見出すのは難しい。しかしA病棟で取り組
んだことは、患者が入院生活を安全・快適に過ごせるようにした事、また
それを提供できる環境を整えたことが「やりがい」につながったと考え
る。今後もこれらを継続できるようこれからもスタッフが協力し取り組
んでいく必要があると考える。

P2-12-8 A病棟入院患者が感じる病棟看護師への満足
度調査

○
わたなべ あ き よ

渡辺 明代
NHO 熊本南病院 3病棟

目的患者が看護師のどの様な態度や行為から安心と信頼を感じるのか明
らかにする。研究方法対象はH25 年 12 月～H26 年 1 月の期間にA病棟
に 7日間以上入院し退院が決定した患者 15 名で退院 2日前にアンケー
トを配布。回答は選択式・自由記載質問紙とし、1属性（年齢、性別、入
院回数、今回の入院で受けた治療）2「看護師の態度、言葉使い、身だし
なみ」「日常生活の援助」「他職種との連携」「退院時の対応」「検査・処置し
かた」の 5カテゴリー、67 項目を 4段階評定とした。結果対象者の年齢は
70 歳代が 7名と最も多く、入院回数では 2回以上が 11 名であった。治療
では、点滴や内服による治療が 10 名、検査が 7名であった。アンケート
結果では日常生活援助では全体平均 3.82 であった。その中で希望する食
事形態や内容への変更、清潔ケア中、体調の変化に注意し、手早く実施、
排泄時、座りやすい位置調整、検温・処置時の説明の項目が 4点の評価で
あった。薬剤の作用、副作用について事前の説明での項目は平均 2.89 で
あった。薬の効果や副作用の有無の観察では 2.67、薬剤の内容や作用、副
作用についての説明では 2.8 であった。自由記載では、注射の技術や点
滴・注射、与薬施行前に薬剤の作用、副作用の説明不足との意見があっ
た。退院後、緊急時の対応説明 2.64、入院費用に関する説明 2.82、退院後
の生活上の注意点の説明 2.83 であった。結論 1、「食事」「清潔」は、患者
が安心や信頼を感じているが「排泄」「検温」「点滴注射」「薬」の各項目の意
見からは、安心や信頼を得られていないことが明らかとなった。2、看護
師としての専門技術や知識をふまえて患者へ対応することで安心や信頼
を感じてもらえる。

P2-13-1 身体的影響が少ない下部消化器内視鏡検査の
検証～常温と微温の腸内洗浄水の比較検証～

○
やまうち か ず よ

山内 和代、波田 寿惠美、松本 信夫
NHO 柳井医療センター 看護課

【はじめに】当院における下部消化器内視鏡の件数は年間約 90 件である
が、半数の 45 件が 70 歳以上であり、時には 100 歳を超える患者も見られ
る。また消化管手術を受ける患者や、神経難病患者、重度心身障害児、終
末期の透析患者といった、重症な疾患や合併症を持つ状況である。身体
面・環境等に十分配慮し検査を行ったが、終了後に、悪寒、腹部の冷感を
訴える患者が見られた。そこで、検査時の洗浄水を 20～26℃の常温と、
34℃程度の微温とで比較検証を行った。問題点・改善点を残すが、微温水
用いることが患者への身体的影響が少ない検査として検証できたので報
告する。【方法】検査中の腸内洗浄に、オリンパス社製の自動洗浄装置
OFP�2 を使用した。常温水は、オリンパス社の指定条件で使用し、微温
水は、以下 3点の変更を行った。45℃の保温庫で保温した注射用蒸留水ボ
トルに穴を開け、直接、注水チューブを挿入し使用した。また、注水チュー
ブを、OFP�2 の使用に支障を来さない最短の状態で使用。さらに、検査
中の水温低下を防ぐため、注射用蒸留水ボトルを保温剤・袋を用い保温
をした。症例は、一定条件を満たした 11 名で、常温水を用いた症例 6
名と、微温水を用いた症例 5名に、検査前後、超音波による腹部・鼠径動
脈の血管径及び血流量を測定した。【結果】検査前後での血管径・血流量
はいずれも常温水を使用するより、微温水を用いた方で変化が少なかっ
た。以上のことより、「微温水を用いた検査は、常温水を用いるより身体
的影響が少ない検査である」と言える。しかし、患者への影響が少ない水
温の調査や、調査方法の改善等を残している。今後、更に検証をしていき
たいと考える。

P2-13-2 バンパー型胃瘻ボタンの管理について～評価
表を用いてこよりの有用性を検討する～

○
し ず や つよし

静谷 剛、稲葉 三代子、小松 由紀、菱沼 麻衣
NHO 宇都宮病院 看護部

【目的】当神経難病病棟では胃瘻栄養の患者が 60％を占めており、その多
くが造設後 1年以上経過した患者である。胃瘻部のケアは、皮膚状態に関
わらず洗浄後にティシュこより（以下こより）を巻くケアが画一的に行わ
れてきたが、そのことに疑問を感じ独自の評価表に基づき個別的ケアが
提供できるよう検討した。【方法】胃瘻造設後 2週間以上経過し全身状態
の安定している患者 16 名に対し、毎日胃瘻部の皮膚状態を、発赤の有無、
浸出の有無・程度により分類した独自のアルゴリズムを用い評価し、 1．
こより不要 2．こより 1回�日交換 3．こより 3回�日交換の 3段階に振
り分け、それに基づいたケアを実施し 1カ月間の皮膚状態の変化を観察
した。【結果】研究開始時点でこより不要とした群が 69％、必要とした群
が 31％であった。こより不要群では研究期間の 1カ月間を通しこよりを
使用しなかった患者が 82％、残り 18％においても一時的にこよりを使用
したが最終評価時にはこよりを不要とする状態であった。こより必要群
では研究期間中にこよりの交換回数に変化はあったが、こより不要の状
態には一度もならなかった。こより不要群・必要群の両者において胃瘻
造設時期・栄養状態・体格等に明確な有意差はなかったが、こより必要
群のほうに四肢拘縮や筋緊張による胃瘻部への外的刺激（圧迫）を認める
患者が多かった。【まとめ】以上により、胃瘻慢性期患者においては胃瘻
部の皮膚状態にトラブルが無ければ必ずしもこよりは必要ないと考えら
れた。また、こよりを必要とした群において今回のこよりの交換回数によ
る局所的ケアでは皮膚状態の改善には至らず、胃瘻部への外的刺激の除
去も含め今後検討していく必要があると思われた。
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P2-13-3 顕微鏡下喉頭手術後の沈黙療法を守るための
看護～発生を誘発しない援助の工夫～

○
やました ゆ き

山下 優樹、米村 美穂、林 かおる
NHO 信州上田医療センター 看護部

【はじめに】顕微鏡下喉頭手術後の沈黙療法を守られない患者もおり、口
頭のみで行っていた手術前オリエンテーションを見直し、話しかけない
ことが発声を誘発しないことに繋がるのではないかと考え研究に着手し
た。【目的】沈黙療法についてのパンフレット、アクションカード・観察
記録用紙を作成し、統一した看護を実施する。その結果から指導・援助の
不足点と改善点を明らかにする。【方法】沈黙療法を行った患者 1名を対
象とし、退院前にインタビュー調査を行い、結果をカテゴリー化し分析す
る。【結果】インタビューを分析し、カテゴリーとサブカテゴリーに分類
した。不足点としては「アクションカードを使用して得られた結果」とい
うカテゴリーより、アクションカードは誰でもが使いやすいものではな
かったため改善が必要である。「観察記録用紙を使用して得られた結
果」というカテゴリーでは患者が自由に書き込める欄を確保するなどの
工夫が必要である。「予想していなかったことに対する反射的反応」では、
沈黙療法を守るためには医療従事者・家族・面会者など患者を取り巻く
全ての人々の協力が必要であるが、誰にでも沈黙療法中であるとわかる
工夫をしなければならない。また「声を出せないことに対する苦痛の有
無」というカテゴリーより、沈黙療法中であっても現在の症状や気持ちを
正しく伝えたいという患者の思いがあり、コミュニケーション方法が変
わったことで生じる苦痛と、話すことができないことで生じる苦痛、この
2つの気持ちを十分に理解して関わらなければならない。【結論】沈黙療法
中は特殊な状況下であることを再認識し、看護師は代弁者となり患者を
サポートしていく必要がある。

P2-13-4 当院にて経験した弾性ストッキング使用に伴
う問題点の検討～第2報～

○
う え だ ま ゆ み

上田 真由美、石丸 啓、松尾 弘美、加納 篤、鈴木 秀明、
湯汲 俊悟

NHO 愛媛医療センター 看護部

【背景】当院では静脈疾患・リンパ管疾患の治療・予防のために弾性ス
トッキングを使用している。着用にあたっては、ストッキングの選択や
フォロアップが重要であり、弾性ストッキングコンダクターの研修を受
けた看護師が指導を行っている。昨年の本学会で弾性ストッキング使用
に伴う問題点の検討を報告した。その後、引き続き指導を行い、症例数を
増やし再検討を行ったので報告する。【目的】当院の弾性ストッキング管
理指導中に経験した問題症例を調査し、原因の検討及び改善方法を考察
する。【対象・方法】外科を受診した下肢静脈疾患患者のうち、弾性ストッ
キング着用の適応となった患者で何らかの問題を訴えた患者を対象とし
検討した。【結果】ほとんどの患者で弾性ストッキング着用により、だる
さ・むくみ・重い感じ・こむら返りなどの症状改善が認められた。弾性
ストッキング着用に伴う問題点として、第 2趾が極端に長くストッキン
グの先がすぐに破けるという問題があり、つま先なしのストッキングに
変更した。他には補助具を使用したら履きやすくなったなどの訴えが聞
かれた。【考察】今回の検討で弾性ストッキング使用による大きな問題は
なかった。下肢静脈疾患に弾性ストッキング着用は効果的であったと考
える。患者のストッキングを選択する際に、個々の脚の形にあったサイ
ズ・種類に注意し選択することで着用を継続することが出来ている。今
後も弾性ストッキング・コンダクターとして必要な知識を身につけ、患
者の下肢を正確に評価し適切な指導を継続していくことが大切である。

P2-13-5 清潔ケアの見直し～愛護的スキンケア定着へ
の取組～

○
よ し だ めぐみ

吉田 恵、赤津 佳美、小西 真理、伊達 香与子、田中 香里、
成重 典子、坊 美幸

NHO 兵庫中央病院 看護部副看護師長会

【目的】清潔ケアを見直して愛護的スキンケア定着への取組の効果を明ら
かにし、今後の看護ケア質向上への示唆を得る【研究方法】期間平成 25
年 4 月～平成 26 年 3 月方法 1A病院 10 看護単位における清潔ケアの方
法・使用物品・看護計画立案状況を調査 2看護職員対象に学習会の開催
3学習会後の看護計画立案状況調査及び愛護的スキンケア導入前後の皮
膚の評価【結果】6月の調査結果で保湿・洗浄剤、清潔ケアの方法、使用
物品の選択など各看護単位で統一されていないという問題点が抽出され
た。看護計画立案状況は 241 名中 40 名（16.5％）であった。計画内容は具
体的ケア方法でなく病棟スケジュールに合わせた程度で個別性が乏し
かった。その結果学習会の内容は知識の習得と愛護的スキンケア方法の
統一を図るため、皮膚の構造、清潔ケアの方法、保湿について学習会を 2
回行った。参加者は 53 名で不参加者には各看護単位で全員に伝達し、
ケースカンファレンスを行った。学習会開催後平成 26 年 1 月の看護計画
立案状況は 246 名中 154 名（62.6％）で、具体的内容が記載できていた。
患者の皮膚状態は愛護的スキンケアを 2か月間実施し、10 例中 1例は皮
膚の乾燥、発赤が消失した。【考察】愛護的スキンケア定着への取組を行
い看護計画立案が増加したのは副看護師長会という組織を活用し学習会
の開催や指導により、清潔ケアの必要性が理解でき具体的な計画立案に
繋がったと考える。また 10 例中 1例皮膚の乾燥、発赤が消失したのは愛
護的スキンケアの成果と考える。【結論】清潔ケアを見直し学習会開催や
指導により愛護的スキンケアが各看護単位で統一でき、看護計画立案は
約 6割に増加した。

P2-13-6 当病棟のテレメトリー式心電送信器の汚染現
状について～病棟スタッフのテレメーターの
清潔に関する意識の変化を目指して～

○
と み や ゆ う こ

冨谷 祐子、北川 智恵子、鈴木 智世、長橋 あゆみ、
前田 有美、山本 理絵、西川 恵子、杉山 佳代子

NHO 三重中央医療センター 看護部 東3病棟

【目的】当病棟は循環器・心臓血管外科病棟であり常時 20 台のテレメト
リー式心電送信機（以後テレメーター）を患者に使用している。在院日数
の長い術後の患者からカテーテル検査後数日のモニター管理まで使用期
限は様々であり、歩行可能な状態から体動不能まで患者のADLも多様に
渡っている。これまで、当病棟ではテレメーター使用前後の清拭を行って
いなかった。テレメーターは患者が常に携帯しているが、電池交換や装着
時等看護師の触れる機会も多く、汚染や感染の伝播が考えられる。過去に
テレメーターの汚染状況に関し研究している報告は少ない。当病棟のテ
レメータ汚染状況を把握し当病棟で推奨さえている清掃方法を実施する
ことで、細菌数の減少・当病棟看護師の意識付けにつなげることができ
ると考えた。【方法】テレメーターを環境クロスVロックで清拭する。キッ
コーマンバイオケミファ株式会社ルミテスター PD�20 を用い 10cm×10
cmの汚染度（清浄度）を清拭前から清拭後 4日目まで調査する。テレメー
ター汚染状況を当病棟看護師に提示し、その前後で看護師のテレメー
ター清掃に関する意識調査を行う。【結果・考察】環境クロスVロックに
よる清拭にて汚染度（清浄度）は減少したが、4日目に著名な増加がみら
れた。なかでも手洗いをしていない患者の汚染が著名であった。これらを
看護師に提示する前は、テレメーターに触れた後の手洗いができておら
ず、またテレメーターを患者から外した後で清拭を行っていなかった。結
果報告し指導を行ったところテレメーターに関する意識変化がみられ
た。今後はテレメーターの清拭回数の検討とともに患者には手洗いの励
行、看護師には感染予防に対する意識付けを強化していきたい。



第 68回国立病院総合医学会 683

P2-13-7 尿道留置カテーテル患者の在宅トラブル減少
の取り組み

○
こんどう か ず え

近藤 和枝
NHO 静岡医療センター 外来

【はじめに】当泌尿器科外来では、定期的に通院している患者のトラブル
に関する問い合わせや予約外診療の場が多くあった。そこで尿道留置カ
テーテル患者の在宅トラブル内容を明確にし、作成したオリジナルパン
フレットを説明に活用。看護師も統一した患者指導を行なった。在宅での
トラブル減少の取り組みを報告する。【目的】患者・家族が尿道留置カ
テーテルの知識と正しい自己管理方法を理解することにより、在宅での
トラブル減少につながる。【結果】トラブルを「尿詰まり」「血尿」「カテー
テル抜去」「発熱」「尿漏れ」5つのカテゴリーに分類した。患者・家族から
作成したパンフレットが、トラブル時の自己判断に活用できたとの回答
が得られた。時間外・予約外の問い合わせや来院数が減少した。【考察】
トラブルを回避・解消する取り組みとして、オリジナルパンフレットを
作成し患者指導を試みた。病院への相談や受診が減少したことは、正しい
知識と理解が、研究対象者の在宅自己管理に対する意識の向上や安心感
につながったと考え、在宅トラブルの減少の取り組みとしてパンフレッ
トは有用であったといえる。看護師も統一した患者指導が行え、今後も患
者の病状変化をふまえた継続的指導が必要と考える。【おわりに】パンフ
レットを活用した指導により、研究対象者が正しい知識を得、在宅管理上
のトラブルが減少した。更に不安も減り、問い合わせや診療の数の減少に
もつながった。パンフレットでの患者指導を実践しているが、外来だけで
なく病棟においても退院時にパンフレットを活用した指導を取り入れる
ことで、さらに在宅トラブルの減少及び外来との継続的な看護につなが
ると考える。

P2-14-1 A病院における身体拘束に関する看護師の意
識調査～アンケート調査からみえてきたも
の～

○
な が い え り こ

永井 栄理子、斉藤 夏子、村田 麻衣、飯塚 めぐみ、高村 里実
NHO 霞ヶ浦医療センター 看護部

【目的】看護の場面で、身体拘束の解除のタイミングが図れず長期化して
いると感じることが多く、看護師の意識を明らかにする必要があると考
えた。【方法】病棟勤務の看護師 100 名に対し身体拘束における意識・現
状に関する内容について記述式アンケートを実施。【結果】1．看護師の
99％が身体拘束は必要と答えた。2．経験年数別で身体拘束をすることで
の安心感には差がみられた。3．身体拘束に対する抵抗について看護師の
80％が「毎回ある」「時々ある」と答えた。4．身体拘束が必要な状況に対
して、経験年数にかかわらずカテゴリーの中で行動を選択する割合が高
い。5．拘束開始から解除までの期間の意識について病棟・経験年数に
よって「適当」「どちらかというと長い」に分かれた。6．身体拘束が長期
化しやすい状況については順位に差は見られるものの上位に挙がった
「A：認知症があり安静が守られないため」「B：点滴・ドレーンなどライ
ン類の自己抜去があるため」「C：転倒転落の予防のため」の 3項目は経験
年数別に見ても同じであった。【考察】看護師は患者の日常生活援助の中
で、患者のわずかな変化にも気づき対応しているため、行動に着目しやす
いといえる。様々なジレンマを抱え身体拘束を選択しなければならない
現状にあるが、「患者の安全確保」という意識は共通している。【結論】1．
患者の安全を守るためには身体拘束が必要な現状であるが、抵抗感・ジ
レンマを抱えている。2．身体拘束が必要な患者状況に対する意識は経験
年数にかかわらず同じであった。3．身体拘束解除までの期間は経験年数
別で意識の差があった。

P2-14-2 抗がん剤曝露対策に対する意識を高める取り
組み

○
た か だ まなぶ

高田 学、日野浦 文弥、千葉 育子、笹井 恵美子
国立がん研究センター東病院 看護部 8F病棟

【背景・目的】当院はがん専門病院であり、抗がん剤投与時や排泄物から
の曝露機会が多いが、病棟看護師の個人防護具（以下 PPE）の装着が十分
行われていなかったため、抗がん剤曝露対策に対する意識を高める取り
組みを行った。【方法・実施】事前アンケートの結果、抗がん剤曝露に関
する理解が乏しい、又はあっても装着が面倒という意見があったため、
（1）日常業務に取り入れやすい PPEの設置場所について検討、（2）PPE
装着のダブルチェック、（3）院内マニュアルの読み合わせ、（4）PPE装着
を啓発するポスターの掲示を実施した。また、取り組みの中で、排泄物処
理時の曝露対策への認識の低さを感じたため、（5）蛍光塗料を使用した排
泄物飛散の実態把握とその伝達を行った。【評価方法】病棟看護師 23 名に
対し、PPE装着に対する認識と実態についてアンケートを実施し、介入前
後の差を見た。アンケート内容は、抗がん剤投与時と排泄物処理時のそれ
ぞれについて、装着すべき PPE、未装着の PPE、未装着の理由の 3点、
計 6点を調査し、項目別に自由記載式とした。回答は意味内容の類似性に
従って分類した。【倫理的配慮】調査の際個人が特定されないよう配慮し、
結果の公表に承諾を得た。【結果】抗がん剤投与時に必要な PPEを院内マ
ニュアル通りに回答できた者は 18 名から 22 名に増加した。未装着の理
由は、面倒、時間がないといった意見が 11 件から 3件に減少した。排泄
物処理時に必要な PPEを院内マニュアル通りに回答できた者は 8名か
ら 13 名に増加。未装着の理由は、面倒、時間がないといった意見が 12
件から 4件に減少した。これらのことから、抗がん剤曝露対策に対する意
識が高まったと考える。

P2-14-3 ハンセン病病棟における看護業務の効率化を
図るための看護師の認識

○
いしもり ひ ろ み

石森 啓美、烏山 桂子、岩澤 純子、宮澤 礼子
国立療養所多磨全生園

【はじめに】当病棟は、ハンセン病後遺症を抱えた内科疾患の急性期の緊
急受け入れ病棟である。病気の後遺症による視力障害や手足の知覚麻痺、
認知症により食事や排泄に介助が必要な患者が増加し勤務時間内に業務
が終わらない現状がある。病棟における看護業務の効率化を図るため看
護師の認識について調査したのでここに報告する。【研究方法】研究期
間：平成 25 年 4 月～平成 26 年 1 月 研究対象：病棟看護師 13 名。調査
内容：1．看護業務が勤務時間内に終わらないのは何故か。2．看護業務の
効率化を図るためにはどのようにしたらよいか。調査方法：調査内容を 1
人 20～30 分ずつインタビュー分析を行った。【結果・考察】インタビュー
をした結果、お互いの協力が必要というサブカテゴリー 31 件、リーダー
業務のスムーズ化で業務整理 13 件、スタッフのスキルアップの向上 11
件であった。看護業務の効率化を図るためには、1．看護師間の助け合い
を図れるよう協力意識を改善する。2．リーダー業務を整理する。3．看護
師のキャリアや能力に差があるため個人のスキルアップを図ることが必
要であった。協力体制の強化を図る為にお互いに言いやすく、助け合える
関係が重要である。リーダー業務については、リーダー業務の整理、ス
タッフ一人一人が責任を持って行動する事が必要である。また経験の浅
い看護師は、特徴的な看護や処置を学び患者の個別性に応じた介入が出
来るように教育指導の強化が重要である。【結論】1．看護師間のチーム
ワークを良くする。応援態勢を整えるなどの良いムードを作る。2．時間
を有効利用し、優先順位を考えて主体的に業務を組み立て、実行する。
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P2-14-4 病棟薬剤業務に対する看護師の意識調査―病
棟に薬剤師が配置されての一考察―

○
えん の ぞ み

圓 望美、山崎 美穂、浦中 桂一、中里 英人
国立国際医療研究センター国府台病院

当院では、2012 年度診療報酬改定で新設された病棟薬剤業務実施加算の
算定を視野に、2013 年 7 月より当病棟に薬剤師を 1名配置した。担当薬剤
師が病棟看護師の 1日の業務の流れをシャドウウィングした上で、病棟
看護師と薬剤師で薬剤業務内容を決定した。
薬剤師が病棟の薬剤業務を担うことで看護師が行う薬剤業務の時間が短
縮され、看護師が患者のベットサイドに行く時間が増えることを期待し
て実施した。現在、病棟に薬剤師が配置され 10 カ月が経過した。病棟薬
剤業務に対する看護師の意識調査を行ったので報告する。
調査方法として、消化器内科・肝臓肝炎内科に勤務する看護師 14 名を対
象に自記式無記名の質問紙調査を実施した。調査票の配布数は 14 部、回
収数は 14 部であった（回収率 100％）。その結果、病棟に薬剤師が配置さ
れたことで改善したことは、「薬に関する適切なアドバイスが貰える」が
14 人（100％）、「患者さんの薬についての情報が貰える」が 13 人（93％）、
「医薬品情報の入手が容易になった」が 8人（57％）であった。また、改
善されたと回答した人が少なかったものは、「処方確認や処方変更の対応
が容易になった」が 5名（36％）、「処方漏れ等の確認が容易になり、処方
漏れ等が減った」4名（29％）であった。
これらの結果から、薬剤師の病棟薬剤業務の導入によって看護師は薬剤
業務にかかる時間が短縮につながるよりも薬剤の知識や適正使用につい
て薬剤師に容易に相談できることに期待していることがわかった。

P2-14-5 当病棟における高齢患者の退院支援に関する
看護師の情報収集の意識と行動

○
な が の は る か

長野 遥佳、竹森 麻生、栗栖 亜季子、伊藤 美栄
NHO 大阪南医療センター 看護部

【諸言】高齢患者の退院支援は入院前の生活状況や治療方針をふまえた早
期からの介入が必要であるが、治療に関する情報が優先され、支援のため
の情報は不足しがちである。藤澤（2012）は退院支援の質向上の課題とし
て看護職者の知識・認識不足や多職種との連携不足をあげている。そこ
で、当病棟の看護師の退院支援に関する情報収集の意識と行動を調査し、
課題を検討したので報告する。【研究方法】リウマチ・膠原病・アレル
ギー科病棟に勤務する看護師 14 名に研究者らが作成した 4分野 57 項目
からなるアンケートを実施した。回答は 4点～1点で問い、それぞれ意識
得点、行動得点とし、各分野及び各項目の平均点と標準偏差を算出し、
ウィルコクスンの符号付順位検定を行った。また、院内看護研究審査会に
よる倫理審査を受け承認を得た。【結果】回収率は 100％。平均経験年数は
7.5±5.92 年であった。患者への情報収集はいずれも意識得点は高かった
が、行動得点は意識得点に比べて全体的に低かった（p＜0.05）。次に、情
報収集の高い順位をみると、生活の自立度、理解力など患者に関する項目
は意識・行動ともに上位だが、社会資源、治療方針や内服薬など医師・薬
剤師が関係する項目は意識に比べて行動は下位であった。またキーパー
ソンやケアマネージャーに関する項目は意識・行動ともに上位であった
が、家人の生活リズムや自宅の構造などの項目は下位であった。【考察】
当病棟では情報収集の意識は高いが、行動化は弱い傾向があり、看護師の
社会資源に関する知識不足や医師や薬剤師とうまく情報共有できていな
いことが窺えた。今後は社会資源の知識強化や他職種との連携が課題で
ある。

P2-14-6 A病棟における医師・看護師・MSWの退院
支援に対する意識調査

○
ま え だ か ず み

前田 和美、塚本 佳津江、森本 裕子、堀田 恵美
NHO 大牟田病院 看護部

【目的】A病棟は高齢化率が高い地域の中核病院の呼吸器内科病棟で、入
院患者のほとんどが 65 歳以上の高齢者である。安心して退院を迎えるた
めには入院早期からの退院支援が必要であるが、現在は、医師や看護師が
必要と判断した時点で、MSWへ介入を依頼しており、依頼者の意識や経
験・知識の差による介入の遅れが考えられる。そこで、医師・看護師の退
院支援に関する意識を把握することを目的に本研究に取り組んだ。【方
法】対象者：A病棟を担当する医師、看護師、MSWのうち同意が得られ
た 24 名研究期間：平成 25 年 6 月～12 月調査方法：自記式無記名式質問
用紙を配布し、回収箱にて回収した。倫理的配慮：説明文書を用いて説明
した。また筆跡で個人が特定されないよう配慮した。【結果】対象者の内
訳は医師 10 名、看護師 13 名、MSW1名で全員から回答が得られた。「退
院支援の言葉を知っている」は 70％であった。しかし、「退院支援」と
「退院調整」があいまいな回答が多かった。「一般的に退院支援を意識する
時期」は、医師は「入院時」、看護師は「治療終了・症状改善時」が多かっ
た。しかし「A病棟で退院支援はいつから必要か」について、医師は「治
療経過中」、看護師は「入院時」が多かった。【考察】A病棟で退院支援を
必要とする時期について、医師と看護師に違いがあった。A病棟は療養型
の病院のため、医師は入院早期からの退院支援の必要性を感じていない
と考える。逆に看護師は入院早期からの介入が必要と考えていることか
ら、現状への問題意識があると考える。【結論】今後ますます高齢化する
地域や、病院の特性からも退院支援の重要性を意識し患者が安心して療
養の継続が図れる体制が必要である。

P2-14-7 ターミナル期の患者・家族の思いに沿った看
護を目指して～カンファレンスシートの作
成～

○
ふ じ お あ ゆ み

藤尾 亜由美、沖中 晴美、惣明 香苗、石丸 茉莉、徳田 佳子、
池田 佳美

NHO 東広島医療センター 看護部

［研究目的］カンファレンスシートを作成・使用することで、ターミナル
期を意識したカンファレンスを行い、患者・家族の思いに添った看護が
提供できる。［方法］1．身体面、精神面、社会面の 3側面を分類したカン
ファレンスシートとキーワード用紙を作成 2．カンファレンスシート、
キーワード用紙を用いてカンファレンスを実施 3．カンファレンスを行っ
た事例を通して検討・評価 4．カンファレンスを実施した看護師の意見の
聞き取り調査［結果・考察］ターミナル期の看護を充実させるため、3
側面から情報を収集できるカンファレンスシート、キーワード用紙を作
成した。カンファレンスシート使用前は身体面に注目しており、精神面、
社会面の情報が不足していたが、カンファレンスシートを使用すること
で、3側面から情報を収集し、チーム皆で情報を共有することが出来るよ
うになった。また、カンファレンスを継続することで必要な看護や他職種
への介入依頼を早期に行えるようになり、スタッフが積極的に患者・家
族と関わりを持ち、患者・家族の思いに沿った看護介入が行えるように
なった。［結論］1．カンファレンスシートとキーワード用紙を使用するこ
とで、身体面、精神面、社会面の 3側面から患者・家族の情報を収集する
ことができた。2．カンファレンスで情報を共有することで、チームで同
じ目標に向かって看護をすることができた。3．スタッフ間で情報共有が
できた事で、他職種に早期に介入の依頼ができた。4．患者だけでなく、
家族にも焦点を当てて関われるようになり、ターミナル期にある患者・
家族の思いに沿った看護介入をすることができた。5．ターミナル期の看
護を意識して患者・家族と関わるようになった。
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P2-15-1 マザリーズを取り入れたなだめの効果の再検
証

○
つ ぼ い あ す か

坪井 明日香、村越 紗都紀、長谷川 美幸、長尾 愛佳
NHO 福島病院 周産期母子医療センター GCU部門

【背景】入院中の患児たちは、様々な理由で啼泣している。入院中の患児
が母親の存在を感じ、穏やかに過ごせるような援助をしたいと考えたと
ころ、早産児に対して行われるマザリーズを活用した先行研究に辿り着
いた。
【目的】GCU入院中の啼泣する児に対して録音によるマザリーズの効果
を明らかにする
【方法】前回は在胎 28 週以降で、修正 40～46 週の男児 1名・女児 2名で
あったが、今回は在胎 28 週出生で GCUに入院中の修正 38～43 週の男児
1名・女児 5名を対象とし、母の子守唄や話しかけを録音したものを児の
啼泣時に再生する。再生前、再生後 10 分後・20 分後の StateNo、心拍数・
呼吸回数・SpO2を評価表に記入し、週数ごとに比較する。
【結果】State6 から録音の再生後の State の変化の背後要因（修正週数・
母の関わり・面会回数と時間）、 それぞれの週数の児の変化を比較した。
修正 38～39 週ではほぼレコーダーの再生のみで State が下降したが、レ
コーダーのみでは State が下降せず、他のあやしを必要とする児もいた。
この時期になると世話をする人の顔を認識するようになり、新たな欲求
を表現できる月齢になった為である。声が聞こえる方へ目を向ける、声が
聞こえると泣きやむという児の行動により、母親が自分と児を認め、母子
関係の確立につながっている。母子分離を余議なくされた早産児にとっ
て、離れていても母親の歌声や優しい語りかけが身近に感じることがで
きるマザリーズは母子の愛着形成の確立に関しても良い影響を与えてい
る。
【結論】母親のマザリーズは児のなだめにつながり、相互作用が働くこと
で母子関係が確立される。しかし修正週数が進むと発達段階に応じた欲
求を加えないと効果がなくなる。

P2-15-2 不整脈病棟におけるBLSスキルの維持・向上
への取り組み～6か月以内でのスキルチェッ
クを取り入れて～

○
あ り ま な お み

有馬 直美、沖本 千明、佐藤 貴光、野田 記世
国立循環器病研究センター 看護部 7階東病棟

当病棟は入院患者の約 7割が不整脈科の患者であり、心室頻拍などの致
死的不整脈を有する患者も多く、スタッフが急変に遭遇する可能性は高
いと考えられる。しかし、実際に急変対応を経験したことがないスタッフ
は全体の 38％であり、先行研究では、BLSスキル獲得後 6か月でスキル
の維持が困難となることが明らかとなっていることから、今回、病棟ス
タッフを対象に 6か月以内でのBLSスキルチェックを実施しスキルの
維持ができるかの調査を行った。6月（1回目）と 12 月（2回目）に評価
者を除く当病棟看護師 18 名に BLSスキルチェックを実施し、評価は
AHA BLS インストラクター 2名が日本循環器学会一次救命処置講習会
のものを参考に、独自で作成した 10 項目からなる評価表を用いて評価し
た。終了後にインストラクターが評価と指導を行った。1回目の平均達成
率は 79％、2回目の平均達成率は 91％であった。共通して「脈拍の確認」
の達成度が最も低く、確認の時間が 2秒程度など極端に短いこと、意識や
呼吸と同時に脈拍の確認を実施したこと、及び呼吸の確認と順序が逆に
なったことが原因と考えられた。また、1回目と 2回目の達成度の差が大
きいスタッフは、期間内に自主的に講習会に参加しており 2回目のスキ
ルチェックで高い達成率が示された。ほとんどのスタッフが 1回目より
も 2回目の方が達成率が上がった。その理由としてスキルチェックを実
施したことで改めて自分たちが所属する病棟でのBLSのスキルの重要
性を認識でき、また各自が 1回目にスキル不足を認識し、モチベーション
を高めた事で個々でスキルの維持に努めることができたためではないか
と考える。

P2-15-3 重症心身障害児（者）へのポジショニング介入
の効果

○
み よ し ま さ み

三好 真佐美、南 典子、山本 春美、中村 絹子、岩野 賀代子、
竹内 明美、工藤 美恵

NHO 東徳島医療センター 看護部

【はじめに】重症心身障害児（者）病棟では、看護師が主体となり患者に
適したポジショニングを実施し、状態を評価できることを目指している。
【目的】心理的安楽の提供と、変形・拘縮の悪化予防を行うことを目標に
ポジショニング介入を実施し、その効果についての検討を行う。【研究方
法】対象患者 3名のポジショニングを看護師により毎日 30 分間実施す
る。精神的安楽を、ポジショニング実施後の表情、姿勢のずれ、緊張の有
無で、変形・拘縮悪化の有無は下肢可動域を月末に 1回測定し評価する。
なお、得られた情報は研究の目的以外で使用せず、厳重に管理する。【結
果】表情は、対象患者 3名ともに「笑顔」又は「柔和」であった。姿勢の
ずれでは、2名は姿勢のずれがほとんど無く、残りの 1名はポジショニン
グを変更して以降、姿勢のずれは無くなった。筋緊張は、3名とも強い緊
張はなかった。下肢関節可動域は、3名とも数項目で改善が見られた。【考
察】ポジショニングによる効果が精神的安楽に繋がったことが考えられ
た。下肢可動域は、少なくとも大部分において悪化が進行していないとい
う意味合いで、現状維持と悪化の防止に寄与していることが示唆された。
【結論】笑顔又は柔和という良い表情の表出があり、姿勢のずれは殆ど無
かった。緊張も徐々に緩和されたことから、心理的安楽を提供できたと考
えられた。また、下肢可動域測定では、下肢の変形・拘縮の予防、現状維
持に寄与することができたと考えられた。

P2-15-4 脳梗塞患者の FMD値の変化と生活指導の効
果についての検討

○
は ら だ ち ひ ろ

原田 千紘、足立 文穂、長谷川 孝代
NHO 舞鶴医療センター 3号病棟（脳神経内科）

【目的】動脈硬化は生活習慣と密接な関係があり，脳梗塞の原因になるこ
とが明らかになっている。今回，血管内皮機能検査である血管拡張反応
（FMD）を評価指標に用い入院中と退院後のFMD値の変化と生活指導の
効果について検討する。【方法】：研究の同意を得られた脳梗塞患者に対
して，入院中に食事・服薬・運動・禁煙指導を行い，退院後も継続できて
いるかアンケートで確認するとともに，入院中と退院後のFMD値を比
較し生活指導の効果について検討した。【結果】：同意を得られた患者 7
名中 6名は FMDが入院中 1.2～6.3％であったのに対し，退院後 3.5～
7.9％と 0.3～2.3％の改善を認めた。しかし，1名は入院中 5.2％であった
のに対し退院後は 4.9％と低下を認めた。各指導内容が継続できている割
合は，食事指導：58.2％，運動指導：86％，禁煙指導・服薬指導：100％
という結果であった。また，退院後に 2回目の FMDを実施した患者 4
名中 3名（75％）は退院後 1回目に比べ，1.3～2.6％の低下を認めた。【考
察】：食事指導内容の継続が 58.2％とやや困難な事が明らかになったが，
他は 80～100％と継続できている。これは，生活指導により脳梗塞の危険
因子を知り，再発防止のため生活習慣を改める良い機会となり，指導内容
の継続に繋がったと考える。FMDにおいては生活指導を行った 7名中 6
名は改善を認め，指導内容の継続は動脈硬化予防に効果があったことが
考えられたが，指導内容を継続できている患者でも退院後 2回目の FMD
は 1回目に比べ，低下を認めた。このことから，生活指導内容の継続と
FMDの関連性について現段階で結論づけることは難しいと考えられ，今
後は症例数を増やし検討していく。
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P2-15-5 人工呼吸器装着中のALS患者を継続して在宅
介護している家族介護者の思い

○
き む ら こ と

木村 古都、松田 真理子、山下 沙紀、岡 有起、大部 美保子
NHO 南岡山医療センター 2階東病棟

【目的】
人工呼吸器装着中のALS患者を継続して在宅介護している家族介護者
の思いの経過を明らかにする
【種類・方法】
種類：事例検討
対象：家族介護者 1名
方法：半構造化面接法による面接調査を、在宅介護開始と 4年目、7年目
に行い、インタビュー内容について検討した。
【結果・考察】
《夫の状態》在宅介護開始時はコミュニケーションがとれ夫が教えてくれ
ていたが、病状が進行していく中で思いを表現することが困難になり、脈
拍の変動が夫の状態の判断材料になっている。
《緊急時の対応》在宅介護開始時には漠然とした不安があったが、経験を
重ねることで対応ができるようになった。
《妻の精神状態》《介護の負担感》《ストレスの対処方法》4年目は疲労が蓄
積し心身疲弊の状態であったが、7年目には夫のことをわかるようになっ
たことで、ゆとりをもって関われていると考える。娘に悩みを相談するこ
とにより、ストレスの発散ができている。
《インフォーマルサービス》《フォーマルサービス》介護だけでなく仕事も
手伝ってくれる娘の存在と、訪問看護・訪問介護・定期的なレスパイト
入院が在宅介護を継続できる大きな要因となっている。
《夫への思い》7年目のインタビューにて「お父さんが一番の気持ちはかわ
らない」と語り、夫への揺るぎない思いが在宅介護を継続できていると考
える。
【結論】
家族介護者は、夫へのかわらない思いを持ち続けている。24 時間介護する
ことの負担感や夫の病状の進行に伴う不安はあるが、インフォーマル
サービス、フォーマルサービス、定期的なレスパイトを利用することで、
安心して在宅介護を継続している。

P2-15-6 おむつに対する看護師の意識変化―装着体験
を通して―

○
こまざわ は る み

駒澤 晴美、山本 真紀子、熊木 綾子、植木 はるみ
NHO さいがた医療センター 15病棟

近年、用途に合わせ様々なおむつ製品が開発・改良され使用方法が簡便
化されてきている。また、装着方法についても、先行研究や企業のホーム
ページ等で尿漏れを防いだ当て方が発表され、院内外で学習会が開催さ
れるなど知識の普及が図られている。しかし、病棟では、尿漏れを防ぐ為
に尿吸収パット（インナー）を数枚厚めに重ねたり、サイドに追加するな
ど、学んだことが実践に活かされていない現状があった。看護師の考え方
が優先され、患者を主体にしたおむつ装着が実施されていないのではな
いかと疑問を感じ、今まで実施してきたおむつ装着の振り返りを行う必
要があると考えた。先行研究では、おむつ装着体験により不快感や排泄ケ
アの学びに活かせたと報告されており、看護師の意識改善の一助とする
ために、体験学習することが有効であると考え、研究に取り組んだ。【目
的】1．おむつ装着体験を通し、インナーの枚数の違いによる知覚や感情
の変化を明らかにする。2．おむつ装着体験を通し、患者へのおむつ装着
に対する看護師の意識変化を明らかにする。【方法】おむつ装着体験を通
して得られた感想をアンケート調査する。また、自由記載をカテゴリ化す
る。【結果】インナーの枚数を増やしたほうが、「動きにくかった」「蒸れた」
という意見が多かった。カテゴリは「羞恥心」「おむつ装着への関心」「重
い」「尿漏れの心配」「インナーのずれの心配」「おむつ装着への抵抗感」「業
務優先の考え」「フィット感」「不快」に分かれ、今までのおむつ装着につい
て振り返ることができた。【結論】おむつ装着体験により、おむつ装着に
対する看護師の意識変化をもたらすことができる。

P2-15-7 巡回訪問療育の取り組み～家族支援を目指し
て～

○
お お じ は つ み

大路 初美、久保田 千恵、菱田 恵、佐村 知哉
NHO 兵庫青野原病院 療育指導科

【はじめに】当院はH18 年 12 月より在宅重症児（者）に対し巡回訪問療育
や福祉相談等を実施している。H24 年以降は、低年齢児への早期発達支援
として療育の利用が増加している。今回発達や障害状況、家族背景等の異
なる利用児を訪問し、それぞれの家族のニードに合った支援を目指し取
り組んできた事例を報告する。【療育目的】1、療育を通して心身の発達を
促す 2、親子の触れ合いや楽しいひとときを提供する。3、家族との信頼関
係を築き安心して子育て出来るよう支援していく。【方法】・月 1回 1時
間 訪問療育、福祉・健康相談・療育活動…音楽 視聴覚 感覚遊び
季節行事等【事例】本児T・M 2歳 診断名 脳室周囲白質軟化症 上
下肢の運動麻痺、体幹下肢筋緊張あり。人見知りが激しく母親以外の関わ
りを嫌がり泣く。好きな事は抱っこ、絵本、玩具等。母親は子育てへの不
安やストレスを常に抱えている。【結果】・本児にとって楽しい遊びを工
夫することで笑顔が増え母親自身の笑顔も多くなった。・本児の遊びに
対する期待感が芽生えたことで、泣く場面は減少しスタッフにも抱っこ
されるようになった。・母親より子育てに対する悩みや相談も増えた。
【考察】・本児の笑顔や成長の変化が、母親の子育てへの喜びにつなげら
れたと考える。・母親の思いを傾聴し共有することで、信頼関係へとつな
げられたと考える。【まとめ】巡回訪問を通して、今後も保育士として利
用児の笑顔や発達の支援、家族が安心して子育てできるような支援を目
指し取り組んでいきたい。

P2-16-1 パーキンソン病の幻覚・錯覚は無症候性CRP
上昇と関連する

○
さ わ だ ひでゆき

澤田 秀幸、梅村 敦史、大江田 知子、朴 貴瑛、冨田 聡、
高坂 雅之、林 隆太郎、山本 兼司、須藤 慎治、杉山 博

NHO 宇多野病院 臨床研究部

【背景・目的】感染は精神症状と関連することが示されているが、パーキ
ンソン病（PD）における幻覚が無症候性の炎症と関連しているかをあき
らかにする。【方法】感染症の臨床症候を呈してない PD患者に Parkinson
Psychosis Questionnaire（PPQ）を実施し、幻覚・錯覚、妄想の有無を評
価した。PPQ�B（幻覚・錯覚）または PPQ�C（妄想）が 1ポイント以上
のものをケース、そのほかをコントロールとして幻覚・錯覚、妄想と臨床
因子（血清CRP、年齢、性、罹病期間、UPDRS�3、MMSE、睡眠障害
（PPQ�A）、パーキンソン病治療薬の投与量）との関連を検討した。【結果】
111 名の PD患者のデータを収集した。CRPは 0.1mg�L 未満から 6.0mg�
L に分布した。幻覚・錯覚、妄想は、28 例（25.2％）にみられた。CRP、
年齢、UPDRS�3、MMSE、PPQ�A、ドパ投与量、アゴニスト投与量は、
ケース群とコントロール群とで有意な違いが見られた。多変量ロジス
ティック回帰分析では、UPDRS�3 と CRPは幻覚・錯覚、妄想と関連して
おり、オッズ比はUPDRS�3 10 ポイントあたり 1.96、CRPが 2 倍あたり
1.57 であった。PD患者を CRP値より 3群に分けた場合、幻覚・錯覚、妄
想のものの割合は、13.2％，21.6％，41.7％と CRP値が高くなるほど高く
なった（p＝0.012）【結論】無症候性CRP上昇は、PD重症度を補正しても
幻覚・錯覚、妄想と関連しており、独立した危険因子である可能性があ
る。
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P2-16-2 パーキンソン病における幻視の視覚誘発電位
による病態解明と予測因子の検討

○
こうさか まさゆき

高坂 雅之、大江田 知子、山本 兼司、梅村 敦史、冨田 聡、
林 隆太郎、朴 貴瑛、杉山 博、澤田 秀幸

NHO 宇多野病院 神経内科、臨床研究部

【目的】パーキンソン病（PD）患者では、経過中にしばしば幻覚、妄想等
の精神症状を経験する。PDにおける幻視の病態については不明な部分が
多いが、視覚処理障害、視覚性認知障害等の関与が推定されている。本研
究では、これら視覚の障害に対してパターン反復視覚誘発電位（PR�
VEP）のN75、P100 潜時を用いて、PDの幻視に関与する視覚経路の部位
を明らかにし、また P100 潜時が PD患者の幻視出現の予測因子となりう
るか検討する。【方法】対象は PD患者 43 例。PR�VEP施行前 4週以内の
幻視の有無により、幻視あり群 14 例と幻視なし群 29 例に分け、N75、P
100 の潜時、N75_P100 潜時差を 2群間比較した。また過去に 1度も幻視
を呈したことのない 25 例について、P100 潜時中央値（109.3 ms）により
2群に分け、幻視が出現するまでの期間を生存時間分析を用いて比較し
た。【結果】P100 潜時では、幻視あり群（119.3±11.1 ms）は、幻視なし
群（108.9±8.8 ms）に比べ有意に延長していた（p＝0.002）。N75_P100
潜時差においても、幻視あり群（32.6±7.8 ms）は、幻視なし群（25.9±6.0
ms）に比べ有意に延長していた（p＝0.003）。しかしN75 潜時では 2群間
に有意差は認めなかった。生存時間分析では、P100 潜時延長群は、幻視
出現までの期間が有意に短いことが示された（p＝0.018）。【結論】幻視と
N75 潜時との間に関連は乏しく、N75_P100 潜時差、P100 潜時との関連が
みられら。PR�VEPの N75 と P100 は、共に一次視覚野（V1）を起源とす
る。N75 は V1 の 4 層、P100 は 2・3 層を起源とすることから、主として
V1の 2・3 層への投射経路の障害が推定された。また P100 潜時の延長
は、PDにおける幻視出現の予測因子となりうる。

P2-16-3 レボドパ誘導性ジスキネジアに関連する薬剤
因子～レボドパ血中濃度日内変動より～

○
お お え だ と も こ

大江田 知子、梅村 敦史、冨田 聡、高坂 雅之、朴 貴瑛、
林 隆太郎、森 裕子、山本 兼司、杉山 博、澤田 秀幸

NHO 宇多野病院 神経内科・臨床研究部

【背景】パーキンソン病（PD）の運動症状はドパミン補充療法で良好なコ
ントロールが可能となったが、一方、長期治療の結果出現する運動合併症
（ウェアリングオフおよびジスキネジア）が問題となる。ジスキネジアの
発現には、進行する変性脳に対して長期高用量投与されるレボドパが関
与すると指摘されているが、その詳細は明らかでない。【目的】本研究で
は、レボドパ誘導性ジスキネジア発現に関連する臨床背景を明らかにす
るとともに、どのようなドパミン補充療法がジスキネジアをもたらしや
すいか、特にレボドパ血中濃度日内変動に注目して検討する。【方法】レ
ボドパ血中濃度日内変動検査を施行した PD患者 100 例を解析した。
Goetz Dyskinesia Scale（GDS）2 以上を呈した患者をケースとし、2未満
のものをコントロールとした横断的ケースコントロール研究を行った。
臨床背景因子として性別、年齢、発症年齢、罹病期間、家族歴の有無、薬
剤因子として Selegiline，Dopamine agonist，Amantadine、レボドパ薬物
動態因子として最大血中濃度、最大�最小血中濃度、AUC、トラフ数を検
討した。解析は多変量ロジスティック回帰モデルを用い、ジスキネジアに
有意に関連する因子を求めた。【結果】ジスキネジアは、罹病期間が長い
ほど、また女性に起こりやすく、薬物動態因子では、トラフ数が最も関連
していた。トラフが 1日 3回以上あると、GDS2 以上のジスキネジアが 4
倍出現しやすくなることが判明した（p＝0.01，Odds ratio 4.1，95％信頼
区間 1.4�11.8）。【考察】レボドパ誘導性ジスキネジアの発現には、最大レ
ボドパ血中濃度ではなく、日内変動によってもたらされるトラフ回数が
より関連しているものと考えられた。

P2-16-4 パーキンソン病の認知症と扁桃体連絡路との
関係：MRI 拡散係数値による検討

○
うめむら あ つ し

梅村 敦史、大江田 知子、林 隆太郎、冨田 聡、高坂 雅之、
朴 貴瑛、山本 兼司、杉山 博、澤田 秀幸

NHO 宇多野病院 神経内科，臨床研究部

【目的】パーキンソン病では、しばしば進行期に認知症を合併する。その
機序として、コリン作動性経路とドパミン作動性中脳辺縁系経路の関与
が示唆されている。MRI 拡散係数値、ADC値は、水分子の拡散を反映し、
変性疾患では、神経細胞脱落に伴い上昇する。本研究では、パーキンソン
病における認知症と関連する脳部位を特定する。【方法】パーキンソン病
患者 111 例（認知症あり 53 例（以下 PDD群）、なし 58 例（以下 PD群））
のADC値を、脳に疾患のない対照群 85 例と比較した。ADC値はパーキ
ンソン病の認知症との関連が指摘されている扁桃体およびその連絡部位
（海馬、側坐核、黒質、無名質、外包、帯状回前部、前頭前野、視床）、線
条体（尾状核、被殻）で計測した。ついで、認知症に関連している部位を
特定するため、111 例に多変量ロジスティック回帰モデルをあてはめ、各
部位のADC値と認知症の有無との関連の強さを、年齢、性別、罹病期間、
UPDRS�III で調整したオッズ比として推定した。【結果】対照群に比して、
PD群、PDD群ともに、扁桃体、海馬、黒質、帯状回前部、前頭前野およ
び視床でADC値が高値で、側坐核、無名質、外包、尾状核、被殻では、
対照群に比して PDD群で高値であった。回帰モデルからは、扁桃体、外
包が認知症と関連し、オッズ比はそれぞれ 13.7（95％CI 2.72�68.7）、4.39
（1.10�17.5）であった。【考察】パーキンソン病では中脳辺縁系および大脳
皮質のADC値が上昇し、このうち、扁桃体および外包のADC値上昇が
認知症に関連していることが示された。認知症のあるパーキンソン病で
は扁桃体およびその出力路である大脳コリン作動系に変性が及んでいる
ことが示唆された。

P2-16-5 パーキンソン病のるい痩に伴う予後とリスク
因子解析

○
ぱく き よ ん

朴 貴瑛、大江田 知子、林 隆太郎、梅村 敦史、冨田 聡、
高坂 雅之、杉山 博、澤田 秀幸

NHO 宇多野病院 神経内科 同臨床研究部

【背景と目的】パーキンソン病（PD）ではしばしば進行に伴いるい痩を生
じうる。自験 213 例の PDで Body mass index（BMI）＜18.5 のるい痩群
57 例と BMI≧18.5 の非るい痩群 156 例の 2群でKaplan�Meier 法により
累死亡率を検討したところ、BMI＜18.5 の群で有意に生存率の低下を認
めた（Log�rank 法 P＜0.0001）。Cox 比例ハザード解析でもBMI が有意な
死亡予測因子であり、今回は PD患者のるい痩に関与する因子について
検討を行った。【方法】2012 年 5 月から 2013 年 9 月までに診療した PD
患者 111 人のうち、診療録からBMI が算出でき、1年以内の感染症、甲状
腺疾患、悪性腫瘍、視床破壊術、新規骨折例を除外した 93 人を BMI 低下
群（BMI＜18.5）、BMI 非低下群（BMI≧18.5）の 2 群に分けた。2群間で
性別、年齢、罹病期間、H�Y重症度、UPDRS�3 スコア、振戦、筋固縮、
wearing off、ジスキネジア、MMSE、FAB、精神症状、うつ、嚥下障害、
Levodopa equivalent dose（LED）を比較検討した。るい痩と有意に関連
する因子を多変量ロジスティック回帰分析を用いて明らかにし、関連の
強さをオッズ比として算出した。【結果】93 人中 BMI 低下群は 22 人
（23.7％）で、女性、罹病期間、wearing off、ジスキネジアが関連していた。
多変量ロジスティック回帰分析から、るい痩に最も関連する因子は、女性
（p＝0.044，OR 3.6）、ジスキネジア（p＝0.022，OR 3.4）であった。るい痩
患者でジスキネジアのあるものは、体重当たりの LEDが高かった。【結
語】PD患者におけるるい痩とジスキネジアの有意な関連が示された。PD
患者のるい痩は生命予後と強く関係し、その予防には定期的な計測と栄
養補助療法に加え、運動合併症の予防も有効である可能性が示唆された。
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P2-16-6 血小板指数と脳卒中の病型についての検討

○
た け だ い く こ

竹田 育子1、細見 直永2、吉本 武史3、金谷 雄平3、竹島 慎一3、
下江 豊3、高松 和弘3、宮地 隆史1、大田 泰正3、栗山 勝3、
松本 昌泰2

NHO 柳井医療センター 神経内科1、広島大学大学院 脳神経内科学2、
脳神経センター 大田記念病院3

目的：血小板はアテローム血栓性病変形成に関与し、脳梗塞の発症にも
重要な役割を果たしている。血小板指数には、血小板数の他に血小板のサ
イズに関連する平均血小板容積（MPV）、血小板粒度分布幅（PDW）、大
型血小板比率（P�LCR）があり、一般的に血小板容積が大きい大型血小板
は活性化している状態とされている。急性期脳梗塞患者でもMPV高値
群で予後が不良であるという報告があるが、病型ごとの違いは明らかで
はなく、病型により血小板体積に違いがある可能性がある。今回我々は脳
梗塞の病型ごとの血小板指数の違いを急性期脳梗塞患者で検討した。対
象と方法：2013 年 11 月～2014 年 5 月に発症後 3日以内に入院した急性
期脳梗塞患者で再発例や抗血小板薬内服例を除く 107 人（平均 74.7 歳、男
性 57 人）を対象とした。脳卒中の病型はTOAST分類を用い分類し、血
小板指数は入院当日の治療開始前に採取した血液標本から自動血球分析
装置（XT�2000i；シスメックス）を用い測定した。統計学的にはMann�
Whitney 検定を用いた。結果：心原性脳梗塞と非心原性はそれぞれ 39
人、68 人であった。血小板指数は心原性（平均MPV : 10.3、PDW : 12.2、
P�LCR : 26.8）と非心原性（平均MPV : 10.0、PDW : 11.6、P�LCR : 24.6）で
は統計学的有意差を認めなかった（p＝0.079、0.077、0.051）が、心原性で
は非心原性に比べて血小板指数が大きい傾向が認められた。考察：今回
の検討では心原性では血小板指数が大きい傾向があり、病態を反映して
いる可能性があると考えられた。

P2-16-7 数値流体力学（computational fluid dynam-
ics，CFD）による脳動脈瘤止血メカニズムの検
討

○
たねむら ひろし

種村 浩1、石田 藤麿1、石川 達哉2、宮田 元2、芝 真人1、
霜坂 辰一1

NHO 三重中央医療センター 脳神経外科1、
秋田県立脳血管研究センター 脳神経外科学研究部2

【目的】脳動脈瘤内の血流うっ滞や血流パターンは止血メカニズムと関連
すると推測し，CFD解析を行い止血パターンが術前に予測できるか検討
した．
【方法】クリッピング術後に動脈瘤壁を切除できた破裂中大脳動脈瘤 26
例を対象とした．術前 3D�CTAから患者固有形状モデルを作成し，AN-
SYS CFX15.0 で非定常解析を行った．形態学的指標に加え，wall shear
stress（WSS）， WSS関連血行力学的パラメータ，vortex core region
（VCR）関連パラメータ，頚部エネルギー損失関連パラメータを定量し，
Inside pattern 群と Outside pattern 群で比較検討した．
【結果】病理学診断では，Inside pattern 13 例，Outside pattern 9 例，In-
side�outside pattern 3 例，Membrane pattern 1 例であった．血管内CT
値が低く 3例で形状モデル作成が不可能であった．Inside pattern 12 例と
Outside pattern 8 例でMann�Whitney U test を行うと，形態学的指標で
は，aneurysm depth，projection length，volume�to�ostium ratio が Inside
pattern で有意に低かった（p＝0.021，0.014，0.037）．CFD解析では，Low
shear area は inside pattern で有意に低く（p＝0.002），aneurysm forma-
tion indicator は inside pattern で有意に高かった（p＝0.050）．VCR関連
パラメータではQ�criterion が有意に低かった（p＝0.045）．
【結論】脳動脈瘤破裂点は不整な形状であることが多く，この部分の瘤内
に止血血栓が形成される Inside pattern では，瘤の高さは低く，血流うっ
滞は少なくなり，血流が作る渦は小さくなると予測され，今回の結果はこ
の仮説に一致した．脳動脈瘤の病理学的止血パターンは形態学的にも
CFDでも分類でき，術前予測が可能となることが示唆された．

P2-17-1 2年課程看護師養成所における「学生間での採
血演習」による意識の変化

○
ひ と み き ぬ え

人見 絹枝1、山崎 裕美子2

国立療養所長島愛生園附属看護学校1、元園田学園女子大学 人間健康学部2

【目的】近年、看護基礎教育において看護実践能力の強化が求められてい
る。しかし採血など身体侵襲を伴う看護技術は臨地実習での実施機会が
減少しており、准看護師免許を有する 2年課程看護師養成所（以下、看護
学校）の学生でも経験者が非常に少なくなってきている。本研究では、学
生間での採血演習による意識の変化を知り、今後の演習に役立てること
を目的とした。【方法】対象は、A看護学校の 1年生で平成 24 年 10 月の
採血演習に出席した 29 名とした。演習後にレポートを課し、その中に
「学生間採血実施前後の考えや気持ちの変化について」の自由記述欄を設
けた。提出後、依頼文を用いて研究利用について説明し、同意書に署名を
得た 27 名分の記述内容をデータとして使用した。分析は、該当の記述を
すべてテキストファイルに入力後コード化し、研究者間で確認しながら、
実施前後において＜考えや気持ち＞＜患者心理＞＜技術習得＞に分類
し、テキストマイニングソフト「KH coder」による分析を実施した。【結
果】＜考えや気持ち＞（コード数；前 59、後 67）では、実施前は学生間
での採血について、針を刺すことの怖さや実施への不安・緊張が強いこ
と、実施後では採血実施時の緊張や不安、友人への感謝、痛みへの思いな
どが読み取れた。＜患者心理＞（前 4、後 38）では、実施前は自分の不安
や緊張、実施後では相手への思いや患者についての思い、＜技術習得＞
（前 35、後 82）では、実施前は練習について、実施後では看護技術や安全、
根拠など、多くの事柄に言及されていた。

P2-17-2 老年期に見られる身体的・生理的変化を踏ま
えた関わり～身体的変化を中心にした高齢者
体験の学びから～

○
きたむら ひ と し

北村 仁志、太田 静香、樋田 光里、森田 美帆、森 敦己、
林 拓輝

NHO 横浜医療センター附属横浜看護学校 看護学生

【目的】高齢者体験での学びを明らかにする。【対象】3年課程看護専門学
校 2年生 85 名【方法】2年次の高齢者看護学演習において、高齢者体験を
実施した。体験した内容からの学び、看護にどう活かせるかについてのレ
ポート内容、発表内容を分析した。対象者には研究目的、方法について説
明し、同意を得た。【結果及び考察】1年次の授業で高齢者の特徴を学び、
また、地域や自身の祖父母を通して高齢者の特徴はわかっていたものの、
今回の演習で、実際に体験することにより想像以上に不便さや大変さが
わかった。体験による学びから、看護の視点で考えた時に、筋力低下や関
節拘縮の影響からバランス保持困難から転倒の危険が高いことや視野狭
窄、視力の低下から薬剤等の誤認の問題があること、聴力低下によるコ
ミュニケーションの問題があることなどを実感することができた。また、
高齢者の立場で考えること、持てる力を最大限に活かした関わり、自立を
念頭に置くこと、対象のペースに合わせた関わりの重要性などを理解す
ることができた。高齢者の看護においては、加齢過程で生じる老化の特徴
を十分に理解するとともに個体差、個人差を念頭に置き、看護過程に活用
することが大切である。
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P2-17-3 急性期看護学実習における学生の達成感と満
足感に影響する要因―アンケート結果から見
えてきたこと―

○
お か だ ひ づ る

岡田 日鶴1、遠藤 裕子2、藤原 禎子4、藤井 みずえ1、畑中 美保3

NHO 岡山医療センター附属岡山看護助産学校 看護学科1、
NHO 米子医療センター附属看護学校2、
NHO 浜田医療センター附属看護学校3、国立療養所長島愛生園附属看護学校4

【はじめに】急性期看護学実習において、学生は困難さや戸惑いを感じて
いる。特に、術後 48 時間は患者の状態変化が著しく、事前学習をしてい
ても看護の展開が早いため患者の変化についていけないことが要因と
なっている。このことが、急性期看護学実習に対する達成感や満足感が低
い原因となっているのではないかと考えアンケート調査を行った。今回、
急性期看護学実習に対する達成感や満足感に影響する要因に着目し、そ
の相関関係を明らかにすることで、今後の指導方法への示唆を得ること
を目的として研究に取り組んだ。【研究目的】急性期看護学実習に対する
看護学生の達成感と満足感に影響する要因をアンケート結果から明らか
にする【研究方法】術後 48 時間の急性期看護を経験した看護学生を対象
に実習終了後アンケートを行い、質問項目間の相関分析を行った。【結果】
アンケートの結果から、1．「患者の状況を判断する」は、「観察の実施」
「観察の優先順位」「患者に沿った看護計画」「看護師からの承認」の間で相
関がみられた。2．「術後の観察」は「観察の根拠」「観察の見方」の間で相
関がみられた。3．「戸惑い」は、「術後に大きく変化した患者」「看護師の
対応」の間で相関がみられた。【考察】急性期看護学実習に対する看護学
生の達成感と満足感に影響する要因と高い関係性がある項目は「患者の
状況を判断すること」「術後の観察」「戸惑い」の 3点であった。学生の達成
感や満足感を高めるためには、達成感と満足感に影響する要因と高い関
係性のある質問項目に着目した指導方法が必要であるという示唆をえる
ことができた。

P2-17-4 終末期実習に連日ショートカンファレンスを
実施しての効果

○
むらかみ まちこ

村上 真、菅野 妃穂子、富山 聡美
NHO 栃木医療センター 東4階病棟

終末期の臨地実習では、「回復の見込みのない対象への苦痛の緩和と
QOLを尊重した看護を提供できる基礎的能力を養う」という実習目標の
達成のため指導にあたっている。1回の実習で複数の学生を受け入れてい
るが終末期という非常にデリケートな時期に学生を受け入れてくださる
患者は限られており、すべての学生に対象患者を選定することは難しい
現状がある。実際に終末期患者を受け持てた学生と受け持てなかった学
生とでは学びに大きな差が出てしまう。この学びの差を最小限とし、すべ
ての学生に終末期実習での目的を達成させると共に、これから看護を
行っていく上で重要である看護観についても考えられるよう関わりたい
と考え、連日ショートカンファレンスを実施した。終末期の実習目標が達
成できるよう 1週ごとに段階的にテーマを選定し、学生からの意見が出
しやすいよう臨地実習指導者が司会進行を務めた。また、臨地実習指導者
は過去の経験を学生に語ることで学生に自己の経験できなかった看護を
疑似体験させることができた。更に、終末期患者を受け持てなかった学生
と他の学生との意見交換を行うことで考える動機づけとなり、結果終末
期実習の目標達成に近づくことができた。学生からは「実習での学びが深
まった」など多数の良い評価を得られた。また、実習後のアンケート結果
からカンファレンスに対する評価は 4段階のうち 4（指導が十分であっ
た）が 88.5％、3（指導がほぼ十分であった）が 10％を占めた。3週間の
カンファレンスで考えたことを基に自分の看護について述べることがで
きるようになり、連日ショートカンファレンスは終末期実習の目標達成
のために効果があった。

P2-17-5 助産師に求められる実践能力の卒業時到達度
改善に向けての取り組み 第2報

○
と み だ み つ る

冨田 美鶴1、渡會 涼子1、永友 さゆり2

NHO 名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校 助産学科1、
NHO 静岡医療センター2

【はじめに】平成 23 年、厚生労働省より、助産師の免許取得前に必要な教
育内容が示されるとともに、「助産師教育に求められる役割と機能」「助産
師に求められる実践能力」をふまえた、卒業時の到達目標と到達度が示さ
れた。当校助産学科では、平成 24 年度より卒業生の卒業時到達度の自己
評価結果をもとに、教育内容や方法を見直してきた。前年度の結果と比較
検討しながら、到達度の向上に向けて、更なる改善点を明らかにしたい。
【目的】平成 25 年度卒業生の卒業時到達度の自己評価結果から、当該年度
に取り組んだ教育効果と今後の課題を明らかにする。【方法】平成 25 年度
卒業生 20 名を対象に、卒業前の 2月、卒業時到達度について 4段階評価
でアンケート調査を実施した。その結果を平成 23 年・24 年度卒業生の調
査結果と比較、現状分析をした。【結果】卒業時の到達度に達していない
と回答した項目は、全 85 項目中 9項目であった。当該年度に新たに低下
した項目は 4項目で、「正常範囲を超える出血への処置」「産後うつ症状へ
の支援」「母子愛着形成の障害、児の虐待ハイリスク要因の早期発見と支
援」「月経障害の緩和と生活支援」であった。一方、改善した項目は 2項目
で「会陰切開および裂傷後の縫合（演習）」、「次回妊娠計画への情報提供
と支援」であった。【課題】助産学実習で到達が困難な項目については、
事例を用いた演習を行い、知識の習得と実践力の強化を図ってきたい。す
べての実習が終了し、助産活動のイメージ化がしやすい時期に内容を精
選しながら、知識と実習経験の統合が図れるような演習を企画していく。

P2-17-6 看護教員の授業評価活動に関する意識

○
まえなか ゆ み

前中 由美1、野々川 陽子2、山本 薫里2

NHO 兵庫青野原病院 看護課1、
NHO 京都医療センター附属京都看護助産学校2

【目的】授業評価活動に関する意識調査を行い、教員の授業力向上に向け
ての課題を明らかにする。【対象】近畿ブロック 5校の副学校長・教育主
事 13 名、教員 51 名 計 64 名【方法】質問紙調査。舟島らが開発した
「看護系大学授業評価活動スケール（FSEA）」3領域 21 項目について、授
業評価活動を「4：完全に該当する」から「0：全く該当しない」の 5段階
で自己評価。【研究期間】平成 25 年 8 月 1 日～平成 26 年 1 月 31 日【倫理
的配慮】研究への参加は自由意思、個人名は特定されない、個人を評価す
るものではない。データは研究目的以外で使用しない等を紙面にて説明
した。尺度の使用について作成者の許諾を得た。【結果】回収率 93.8％。
評価得点の平均は、副学校長・教育主事 3.1 点、教員 2.5 点。領域別では、
『授業評価への関心・意味づけ』前者 3.5 点、後者 3.2 点と共に高く、『授
業評価に関する知識の獲得』は教員 2.2 点と低かった。項目別では、教員
の「評価に関する用語や方法の説明」、「授業評価の基準の説明」が 2.0
点と最も低かった。さらに、「同僚の教員評価を取り入れている」前者 2.3
点、後者 2.1 点と共に低かった。【考察および今後の課題】1．授業評価活
動の重要性は認識しているが、教員は“建設的な意見やアドバイス”を期
待しており、授業のリフレクションのあり方が課題である。2．『授業評価
に関する知識の獲得』が課題と捉えており、学習機会を継続的に設ける必
要性がある。3．学生の評価を授業改善に積極的に取り入れている反面、
公開授業への参観については、“自分の授業・実習の調整が難しい”との
意見があり、業務調整への支援が必要である。
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P2-17-7 心理的バイタルサイン自己評価システムの作
成試み

○
あ お き と も み

青樹 智美1、瀬分 亮1、武岡 良展1、折山 久栄1、駒井 恵子2、
佐藤 安子3、河合 優年4、山本 初実5

NHO 三重中央医療センター附属三重中央看護学校1、
NHO 三重中央医療センター2、京都文教大学臨床心理学部3、
武庫川女子大学教育研究所 子ども発達科学研究センター4、
NHO 三重中央医療センター 臨床研究部5

【目的】看護学生は学校生活の中で様々なストレスに直面しそれを乗り越
え成長していくが、この自己回復力は個人が持つ心理特性やストレス耐
性などの資源の相互作用によって規定される。当校では過去 4年間、日本
語版 POMS質問票、レジリエンス質問票、およびストレス度を用い、看
護学生の実習前後における心理的バイタルサイン（PVS）の変化を調査し
てきた。今回は、その結果を基に PVSを自己評価するシステムを開発し
たので報告する。【対象および方法】平成 22 月 6 月から平成 25 年 3 月ま
での 3学年の学生計 137 名を対象として、日本語版 POMS質問票、レジ
リエンス質問票、およびストレス度について実習前後の 1週間以内に調
査した。統計学的検討には SPSS を用いた。【結果】全体的に、ストレス
度、緊張不安、抑鬱落ち込み、怒り敵意、混乱等の気分尺度は実習後有意
に改善し、活気も有意に回復する傾向にあった。一方、学年によって PVS
に大きな差があることが示されたため、これまでの調査結果をもとに、
POMSおよびレジリエンスの各項目の平均±2標準偏差を当校の看護学
生の PVSの標準域と定め、それを基に個人内変動をセルフチェックでき
るシステムを試案した。このシステムはエクセルを用いて構築されてお
り、入力後表および標準域上に折れ線グラフ形式で表示される。【考察】
心拍や酸素飽和度などのバイタルサインによって病状を把握するよう
に、心理的な資源を PVSとして自己評価できるようになれば、自分で精
神状態をコントロールできる可能性があると思われる。今後は、このシス
テムを PVSの診断ツールとして自動化することが課題である。

P2-18-1 看護技術習得における困難について～排泄（女
性尿器）の技術練習の振り返りを分析して～

○
しらすな きょうこ

白砂 恭子
NHO 名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校

【研究目的】看護技術習得において、学生が感じる困難を明らかにし、教
育の示唆を得る。【研究方法】A看護学校 1年生 81 名に、「技術習得する
上で困難に感じること」を記述してもらい、文章を意味内容ごとにコード
化し、サブカテゴリー・カテゴリーを抽出した。【結果および考察】104
コードが抽出され、16 のサブカテゴリーと 6のカテゴリー【援助の順序
性】【対象への配慮】【時間を気にして雑になる】【着衣の脱着】【適切な尿器
のあて方】【感染防止の徹底】が抽出された。1．感染防止をふまえた援助
の順序性や援助時間について学生は知識を理解した上で援助することは
難易度が高く困難に感じていた。また、援助時間の設定が援助の雑さにつ
ながっていた。教員は援助時間より、技術の意図やポイントなどが読み取
れているか確認し、適切な援助ができるように働きかけていくことが必
要といえる。2．尿器のあて方や着衣の脱着といった援助方法について尿
器を会陰部にあてることや着衣の脱着のコツを知っていても援助方法が
分からず困難に感じていた。学生が援助方法を知っているレベルから分
かるレベルに到達するために、教員は何が困難なのか明らかにした上で
の関わりが必要といえる。3．対象への配慮について学生同士の練習のた
め、対象への配慮に困難を感じていた。対象の反応があって初めて最適な
援助がわかる。このため、既存の学習方法にとどまらず模擬患者の利用と
いった教育方法の組み合わせも必要といえる。【結論】教員は技術の意図
やポイントなどが読み取れているか確認すること、学生が困難なことを
その都度明らかにすること、既存の学習方法にとどまらず教育方法の検
討が必要である。

P2-18-2 看護学校の授業参観に参加した保護者の思い

○
よこやま り か こ

横山 里佳子、東谷 みゆき、粟井 京子、藪田 素子
NHO 四国こどもとおとなの医療センター附属善通寺看護学校

【目的】授業参観に参加した保護者の思いを明らかにする。【方法】1．対
象は 3年課程看護学校 1年生の保護者 54 名、2．期間は平成 24 年 11 月、
3．授業参観の概要は 1）保護者に対して、看護学校での学習状況を理解し
てもらうことを目的に授業参観の案内。2）保護者に対して模擬患者を依
頼。3）「ベットメイキング」「血圧測定」「手浴」「足浴」を実施。4）授業の位
置づけは基礎看護学実習前の看護技術演習である。4．データ収集方法：
授業参観に出席しようと思った理由、授業参観の目的達成できたかの 2
点について自由記載してもらい、回収箱で回収した。5．データ分析方法：
アンケートを精読し、内容の類似性、差異性を分類しカテゴリー化する。
6．倫理的配慮：保護者には文章と口頭で研究の主旨を説明し自由意思に
基づき同意を得た。当該施設の倫理委員会でデータ使用と公表の承認を
得た。【結果と考察】回収人数 54 人（回収率 100％）。授業参観に出席した
のは「学習内容への興味」「看護技術への興味」「成果の確認」「授業態度」
「看護学校そのものへの興味」「子どもへの興味」であった。保護者は、看
護学校が専門的な技術を教授し人を対象とした職業人を育成する学校で
あることが理解できた。また、授業中の子供の様子を見て学習への取り組
み姿勢を知り自宅での技術練習が活かさせていることを「子供への興味」
や「成果の確認」として実感している。授業参観に「患者役で参加」をし
て子供から患者として対応されたことで子供の「成長を感じ」、毎年技術
を見たいと「今後の期待」を持ち、細やかな「教員の関わり」が確認でき、
授業参観参加への達成を得ていた。

P2-18-3 A看護学校（3年課程）入学生の生活体験の調
査

○
た く ぼ か お り

田窪 香織、三島 真由美
NHO 呉医療センター附属呉看護学校

【目的】A校入学生の生活体験の状況を知り、基礎看護技術教育に生かす。
【方法】A看護学校（3年課程）入学生 88 名に口頭で目的を説明し、生活
体験について質問紙調査を行った。調査は無記名とし、回答をした時点で
同意が得られたものとみなし、単純集計を行った。【結果】雑巾を使用し
た掃除や他者にマッサージや肩たたきの経験は、「あまりそうではない」
「全くない」が 40％前後であった。また、気まずい出来事があった時、う
まく和解ができるや自分から友人を誘うことが多いの項目も「あまりそ
うではない」「全くない」が 18.1％と 20.4％であった。関連する項目とし
て、自分の感情を素直に表現できるは、49.8％、用件がある場合電話する
ことが多いは、77.5％、用件がある場合メールすることが多いは 16.3％が
「いいえ」の回答であった。【考察】社会経済や感染面で、雑巾から使い捨
てのウェットティッシュなどに移行している状況がみられるため、学生
の経験率が低かったと考える。また、他者との和解や自分から相手を誘う
ことの経験率の低さは、他者とのコミュニケーションのとり方に戸惑う
傾向が多い現状を示していると考える。他者へのマッサージや肩たたき
の経験が少ない要因は、今回調査していないが核家族化の影響と考えら
れる。今回の調査で得られた入学生の生活体験の特性を踏まえて、学生に
どのように基礎看護技術を教授するか課題である。
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P2-18-4 教育研修に避難所生活体験を取り入れたこと
による学び―入学初期の看護学生の体験後の
レポートからの分析―

○
さ え き か お り

佐伯 香織、羽藤 典子、玉川 緑
NHO 愛媛医療センター附属看護学校

【目的】
入学時教育研修に、避難所生活体験を取り入れたことによる学びを明ら
かにする。
【研究方法】
1．対象：3年課程看護専門学校 1年生 36 名
2．展開方法
1グループ 6名にグループ編成し、事前に 6つの役割を分担し学校体育館
を避難所と仮定し、3回グループワークを重ね準備を行った。
当日は、グループ毎で段ボールと新聞紙を使用し、仕切りとトイレを作成
後、全員でレクリェーション実施と避難食での昼食を体験した。
3．データ収集方法
体験終了後に「教育研修を通しての学び」をテーマとしたレポート作成を
学生個人に提示し、提出されたレポートをデータとした。
4．データ分析方法
レポートを精読し、避難所生活体験を通しての学びと思われる文脈を 1
コードとし、内容の類似性、差異性に従って分類整理し、カテゴリ化し
ネーミングした。
5．倫理的配慮
口頭で研究の主旨、データは研究以外に使用しないこと、個人を特定でき
ないように処理することを説明し、参加を強制せず自由意志に基づき同
意を得た。
【結果】
学生のレポート分析から 107 コード抽出し、13 サブカテゴリ、5カテゴリ
に分類した。カテゴリは「避難所生活者の生活の質を守る」「相手の立場で
考える配慮」「安全安心できる生活空間の確保」「協力体制・協調性」「災害
看護に対する関心」であった。
【考察・結論】
入学初期の学生への教育研修に避難所生活体験を取り入れたことによる
学びとして、災害看護の知識のみでなく、今の生活がどれだけ恵まれてい
るか感謝したいという気づきが得られた。体験学習やグループワークを
取り入れたことは、座学では学ぶことのできない情意領域の学びになっ
た。

P2-18-5 協同学習における主体的な学習姿勢の調査

○
よ し だ い く こ

吉田 活子、藤々木 美帆、笹田 泉樹、青山 好、前中 由美、
清家 百合枝

NHO 大阪医療センター附属看護学校

【目的】1年次の既習の知識を活用して、2年次に臨床で行う頻度が高い技
術について協同学習を実施した。今回、協同学習とグループで 1つのもの
をまとめる従来のグループ学習で、主体的な学習姿勢に違いがあるのか
調査した。【研究方法】対象：看護学校の 2年生 111 名。方法：実習終了
後の 3月に「真空管採血」「吸引」「輸液ポンプ」「シリンジポンプ」の技術に
ついて、1グループ 4人で各自が 1つの技術を担当し発表を行う協同学習
を 26 時間行った。研修後に、中西らの「協同技能の評価のためのルーブ
リック」の評価指標を用いて、協同学習に必要な 4つの技能である「形成」
「機能」「定着」「醸成」より学習姿勢について、同じ時期に行ったグループ
学習との比較調査をした。倫理的配慮としてアンケートは無記名とし、参
加は本人の自由意思であることを説明した。またルーブリックは著者の
同意を得て使用した。【結果】グループ学習との差の比較において、協同
学習で評価点数が高い項目は、形成「グループ形成（23.4％）」「グループへ
の参加（18.9％）」、機能「学習の手順（12.6％）」、醸成「議論を深めるた
めの質問（11.7％）」であった。低い項目は、醸成「意見の批判（11.7％）」
「結論の掘り下げ（9.0％）」「意見のまとめ（8.1％）」であった。また協同学
習で困ったことは、「文献の活用、資料の準備」「説明内容の選択」「技術練
習の時間」「知識・技術の一定の質の確保」「グループ編成」などであった。
【結論】協同学習は学習者間の同じ視点で質問ができ、主体的に参加でき
る。個人の醸成する技能に差があると、グループの学習に大きく影響する
ため、定着や醸成ができるよう教員の支援が必要である。

P2-18-6 看護学生が「学習になり頑張った実習」と実感
した臨地8日間の母性看護学実習

○
は な だ ま ち こ

花田 待子
NHO 米子医療センター附属看護学校

【目的】平成 24 年 6 月の厚生労働省医政局看護課「臨地実習の実践活動の
場以外で行う学習について」にもとづき、母性看護学実習を変更した。実
習変更初年度の平成 25 年は臨地 8日間で実習を行った。残り 4日間は 2
日を学内課題学習、1日を近隣の大学医学部附属病院総合周産期母子医療
センター見学実習、1日を周産期看護技術学内学習とした。この実習成果
について、3年次すべての実習終了後の学生のふりかえり記録から明確に
する。【方法】1対象：A看護学校 3年生 46 人の 3年次すべての実習終了
後のふりかえり記録の記述内容。2分析方法：ふりかえり記録の「学習に
なり頑張った実習」（複数回答）の実習科目を単純集計した。また、自由記
述内容をそのままデータとした。3倫理的配慮：学生へは口頭説明によ
り、無記名で記入し今後の実習指導改善検討の資料とし、研究的視点の資
料とすることの同意を得た。【結果】1．「学習になり頑張った実習」は成
人終末期 14、母性 13、成人急性期 11、在宅訪問 4、精神（病棟）2、統合
I1、小児 1であった。2．主な母性実習の自由記述内容は、慣れない環境
と初めての分野だったが、毎日その日わからなかった点をレポートし母
児に関わった。指導者の熱心な指導のもと大変学びのある充実した実習
だった。母性では自分の技術の未熟さがわかり、事前学習が実習に結び付
けられないことがあったが実際に実習してから勉強することが沢山あっ
た。退院までにパンフレット作成、沐浴指導を練習し実施できた。【結論】
1．学生は臨地 8日間の母性実習において「学習になり頑張った実習」だっ
たと実感していた。2．実習中の学習と臨地指導により充実感を得ていた。

P2-18-7 緩和ケア病棟見学実習での学生の学び―学生
の実習後レポートからの内容分析―

○
のぶくみ ま り

信組 麻里
NHO 名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校 看護学科

【はじめに】本校では、今回初めて緩和ケア病棟見学実習を取り入れた。そ
の内容は、緩和ケアに携わる医師、看護師による講義と緩和ケア病棟の見
学である。そこで、緩和ケア病棟見学実習での学びを学生のレポートから
明らかにすることで、終末期看護への教育的示唆が得られるのではない
かと考えた。【研究方法】1．研究対象 緩和ケア病棟見学実習に参加した
学生 71 名 2．調査方法「緩和ケア病棟見学実習で学んだこと」のレポート
を分析対象とした。3．分析方法レポートの内容で、「講義を聴いて感じた
こと」「緩和ケア病棟を見学して感じたこと」「緩和ケアのイメージ」「ケア
の方向性」について示している内容を抽出し、分類した。【結果・考察】
講義を聴いて感じたことについては、【緩和ケアの重要性】【その人らしく
生きることを支える】【看護師の役割の重要性】【看護の難しさ】【チームア
プローチの重要性】【家族ケアの必要性】に分類された。緩和ケア病棟を見
学して感じたことについては、【生活の場】【安心できる場】に分類された。
ケアの方向性については、【患者が最期を迎えられる看護】【患者に寄り添
う】【家族に寄り添う】【患者と家族に関わる】【自己の看護の課題】に分類
された。今回の実習は他者が経験した事例を聴いて感じたレベルであっ
たが、体験型実習では、自己の体験から看護を実感し、自己の看護観を深
めることができると考える。【結論】今回の実習での学生の学びは、【緩和
ケアの重要性】【その人らしく生きることを支える】【看護師の役割の重要
性】【看護の難しさ】【チームアプローチの重要性】【家族ケアの必要性】で
あった。
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P2-18-8 看護学生の精神看護実習前後の不安と関連要
因について

○
こ ま き し ん や

小牧 真也、武若 尚美、豆田 敬子
NHO 肥前精神医療センター 看護部

【目的】学生の精神実習前後の不安の変化を明らかにし、不安と実習に関
する項目との関連や実習において印象に残った指導・助言場面と内容の
特徴を明らかにすることを目的とする。【方法】精神実習を行う看護学生，
計 234 名に対し、自記式質問紙調査を実施・分析。【結果】1）実習後に
STAI�J 得点が減少した人は 97.7％で，有意に不安が減少していた。2）実
習前後の精神科看護に対する理解と興味の程度についての平均点が，共
に実習前後で有意に高くなり、高低郡別の人数と割合は、興味の実習前後
の人数に有意差がみられ，実習前後共に精神科看護に興味がある学生が
有意に多い特徴を示した。3）実習終了後の学習満足度の平均点は 6.07，
実習中の指導・助言に対する意義の平均点は 7.0，であった。受け持ち患
者とのコミュニケーション良否の平均点は 6.22 であった。印象に残った
指導・助言の場面で最も高かった項目は、プロセスレコード検討会
77.4％。内容では，実習しやすい雰囲気を作って貰えた時 40.3％。因子別
では、意欲向上への支援 60.7％であった。4）実習後は，学習効果に関す
る項目全てと実習後の状況不安に負の相関が見られた。受け持ち患者と
のコミュニケーションの良否の程度とはやや強い負の相関で，他は弱い
負の相関であった。【結論】1）特性不安が高いと状態不安も高くなり、実
習前と比較し、実習後の状態不安は低く変化する。2）学習効果に関する
項目の実習効果が良くなると看護学生の不安は減少する。3）実習におけ
る有益な指導場面では、プロセスレコード検討会だった。

P2-19-1 「がん教育」に関する取り組み

○
まんたに かずひろ

萬谷 和広
NHO 大阪南医療センター 地域医療連携室

【背景】現在、がん施策では、子どもに対するがん教育の重要性が示され
ている。「がん診療連携拠点病院」である当院においても、この「がん教
育」を実施することを役割と考えた。
【目的】本教育に関しては、1．「がん」を正しく理解すること、2．がん予
防の意識を高めること、3．がん患者を理解し、いたわりの心を持てるこ
との 3点を教育目的として取り組んだ。
【方法】教育形態は、教育委員会、実施校である中学校と協議し、「保健体
育」の授業の一環として、医療スタッフが中学校へ出向き授業を実施する
という形態とした。教育内容は、がん施策の趣旨に則り、検診や予防内容
を中心に据え、「正しい理解」、「診断・治療」、「検診」、「予防」、「サポー
ト」という流れとした。教材作成は、実際の治療やケア、支援の場を患者
にも協力していただき動画や画像を撮影し、より実際的な資料を作成し
た。
【結論】授業自体は、学生にとっては新鮮でもあり、真剣に聞き入ってい
た。授業評価として、事前（授業前）、事後（授業後）、フォローアップ
（授業 1週間後）にアンケートを実施した。事前では、がんの認知度は高
いが、「怖い」というイメージが大きく占める結果となった。事後では、
がんの予防や検診に関しての意識付け、動機づけになったことが示され
た。フォローアップでは、がんに対する意識は、継続しており、一定の行
動変容に繋がった。
【考察】本教育では、その効果が明らかになり、あわせて継続していくこ
との必要性が明らかになった。しかし、がん教育は、子どものみならず大
人に対しても重要であるという認識を深め、今後、大人に対する教育のあ
り方も模索していくことが課題として考えられた。

P2-19-2 がん診療連携拠点病院取得後のがんサロン開
催について

○
お お た ゆ う こ

太田 裕子1、込山 修2、小山田 吉孝3、飯野 裕佳子1、草野 愛1,4

NHO 東京医療センター がん相談支援センター1、
NHO 東京医療センター 医療総合支援部2、
NHO 東京医療センター がん診療支援室3、
NHO 東京医療センター 緩和ケア認定看護師4

【はじめに】がん対策基本法、がん対策推進基本計画第一期、第二期とが
ん対策の基本計画が定められ、がん診療連携拠点病院では、「がん患者と
家族等が、心の悩みや体験等を語り合うこと」と明記されている。その場
の提供としてがんサロンは重要な役割を担っている。当院は、平成 24
年 4 月 1 日に地域がん診療拠点病院に指定され、がん相談支援センター
のソーシャルワーカーと看護師が中心になってがんサロン運営してい
る。【方法】当院のがんサロンは、がん患者と患者家族に向けての情報発
信、食事、こころとからだ、美容と 4つのテーマを決め、「がん患者さん
とその家族のための情報提供会」「口腔ケアと食事の知識」「こころとから
だのストレッチ」「キレイは生きる力になる」と生活の中で生きる力やヒ
ントになればと開催している。平成 24 年度の参加者にアンケートを実
施、集計し参加者の年齢、性別、がん種など参加者の実態を把握し個々の
感想や意見を集約し今後期待されるがんサロンの在り方を検証した。【結
果・今後の計画】アンケートでは、参加者の平均 8割程度「満足」「概ね満
足」との結果となった。このことから一定のサロンの有効性が確認でき
た。がん対策推進基本計画に、がん経験者にもがん患者に対する相談支援
への参加が必要性とピアサポートをさらに充実について記載もあり、
ソーシャルワーカーの立場としては、ピアサポート機能を果たせるよう、
がん患者と家族が主体となったがんサロンを実施したいと考えている。

P2-19-3 当院入職2年未満のソーシャルワーカーが抱
える悩みの構造と課題解決への取組み

○
なかやま て る お

中山 照雄1、芳田 玲子1、片川 理恵1、小澤 あかね1、
寺田 祥子1、枝松 万偉1、伊東 みなみ1、徳原 真1、野開 哲司2

国立国際医療研究センター病院 地域医療連携室1、富山市立富山市民病院2

【はじめに】近年ソーシャルワーカー（以下 SW）を複数名配置する病院
が増えた。人数だけで考えると現場教育が可能ではあるが、その体制が
整っているとは言い難い。当院では教育の一環で平成 23 年 10 月 26 日か
ら 11 月 30 日の約 1ヶ月間、SW経験年数（1年目・6年目・14 年目）の
異なる当院入職 2年未満の 3名が悩みの共感、関係性構築、新たな視点の
発掘等を目的にピア・スーパービジョンを行った。【目的】スーパービ
ジョンで明らかにした入職 2年未満の SWが抱える悩みの構造（課題）に
ついて報告し、そこから導いた課題解決方法の実施状況を検証する。【方
法】1困っていることや悩んでいることに関連する意見をカテゴリーに分
類し、その関係性について考察した。2課題解決方法 15 項目の実施状況
（平成 25 年度末時点）を参加者に確認した。【結果】1全般的な『自信のな
さ』の背景には『支援技術の課題』、制度・疾患・地域機関等の『情報不
足』、部署内や他職種等との『関係性の課題』があり、その『自信のなさ』
は SWとしての『役割・アイデンティティーの確立』に影響していると考
えた。2課題解決方法として考えた勉強会・事例検討の実施、他院 SW
との交流、積極的な研修会への参加等の実施率は 53.3％であった。【まと
め】スーパービジョンでは業務上で自分が困っていることや悩んでいる
ことをお互いに意見交換し、その内容をカテゴリー化することで自分ら
が置かれている現状の理解に役立ち、抱える課題の解決方法を見出しや
すくなった。しかし、課題解決への取組みは継続性に欠け、充分に取組め
たとは言い難い。今後は課題解決のために継続的に行える現場でのスー
パービジョンの方法を考えたい。
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P2-19-4 別府地域における地域型がんサロンの取り組
み

○
た ま の ひ ろ こ

玉野 緋呂子、今尾 顕太郎、井上 祥明
NHO 別府医療センター 地域医療連携室

【背景と目的】当院は、平成 20 年に地域がん診療連携拠点病院の指定を受
け、平成 21 年より、がん患者・家族に対する心のケアを目的に「おしゃ
べりサロン」を定期開催している。がん患者や家族が悩みや体験を語る場
を提供する他、医師や外部講師による講義・笑いヨガ等を中心に定期開
催してきた。がんサロンの取り組み開始後 5年が経過し、次第に参加者が
固定化し、内容がマンネリ化し、初期からのメンバーのOB会と化してい
る。参加者の要望により、現在はがん患者に限らず院内外に開放する事で
参加人数は増加したが、がん患者が体験を共有するという当初の目的よ
りも地域の健康教室としての意味合いが強くなっている。運営が困難で
あった原因としては、広報不足、人員不足による企画立案の行き詰まり、
会場となる当院への交通アクセス不良等が考えられた。これらの課題は、
地域内の資源で社会的支援を継続的に行う阻害要因として過去の研究に
より明らかにされており、当院でも同様の現象が起きている。他にも、参
加者からの院内サロンでは閉鎖的環境で入りにくいとの意見や、ピアサ
ポーターとしての役割も果たしたいとの思いを受け、がんサロンの目的
について参加者と協議を行った。結果、交通の利便性の良い場所での開
催、他のサロン等の情報に繋げる役割を担う等、がんサロンが地域に開か
れた場として成長する事を目標に据えた。現在、他病院や保健所・市役所
と協力し、新たに「地域型サロン」としての開催に向け準備を進めている。
地域型サロンとする事で、継続性や、専門職による支援では得られない
「自己強化のプロセス」「ヘルパー・セラピー原則」等の効果も期待できる
と考える。

P2-19-5 「患者情報コーナー陽だまり」の運用見直しの
取り組み―新たな情報提供のあり方を創造す
る―

○
かわぐち み ど り

川口 美度理
NHO 大阪南医療センター 地域医療連携室

【目的】当院は、患者サービス向上の一環として「患者情報コーナー陽だ
まり」（以下、陽だまり）を設けている。陽だまりには、病気に関する資料、
闘病記、患者会の資料、情報探索用端末などがあり、医療を受ける上で必
要な情報を入手できる。しかし、認知度の低さ、利便性の悪さなど、運用
する上での課題があり、その利用者は少ない。本研究では、陽だまりの運
用を見直し、患者同士の交流や、専門職による勉強会の開催といった、資
料の閲覧にとどまらない、幅広い情報を提供できる場所としての活用を
目的とした。【方法】研究の対象は、患者が治療方針や療養生活を考える
上で、参考となる情報に焦点をあてた。新たな運用方法は、1：広報の工
夫、2：利用者への配慮、3：情報の提供方法の工夫、が有効である。1
は、看板の設置、掲示板やホームページへの掲載などにて、存在を周知す
る。2は、身体を休めながら利用できるソファの設置や、衛生面へ配慮し
た消毒液の設置などにて、快適性を高める。3は、患者サロンや勉強会の
開催により、紙面にとらわれない幅広い情報を提供する。【考察】これま
での運用の中で生じた課題を見直したことで、陽だまりは、利便性や快適
性を向上させ、多様な情報を得られる場所となった。ただし、本研究は、
利用者のニーズ調査や満足度調査などは実施していないため、運用側に
よる一面的な改善案となる。また、病状や生活状況など患者のもつ背景に
より、求める情報も異なるため、利用者のニーズに応じた内容を検討する
必要がある。今後は、利用者一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、内容の継
続的な見直しを行うことで、利用者の声を反映した情報の提供が重要で
ある。

P2-20-1 重症熱傷による腹部コンパートメント症候群
（ACS）を疑えば即時緊急開腹が必要である

○
さいじょう ひ ろ と

西條 広人、林田 健志、諸岡 真、桑原 郁、藤岡 正樹
NHO 長崎医療センター 形成外科

症例は 68 歳女性、自宅で調理中にコンロの火が着衣に燃え移り受傷し当
院へ搬送となった。TBSA 65％、BI 63、PBI 131 で気道損傷を認め救命セ
ンターへ入院となった。頸部、前胸部、両上肢は全周性にDBであり、搬
送直後に減張切開を行った。受傷 4時間後に血圧が 60mmHgと低下し徐
脈傾向となり、腹部コンパートメント症候群（Abdominal compartment
syndrome : ACS）を疑い膀胱内圧を測定したところ 40mmHgと著明な上
昇を認めた。ただちにベッドサイドで局所麻酔下に緊急開腹を行ったと
ころ、浮腫状となった腸管が腹壁外へ勢いよく飛び出し血圧は 100
mmHgへ速やかに上昇した。以降 3回にわたり手術を行い、左上肢の切
断および全身のデブリードマン、分層植皮術を行った。その間、腹壁より
露出した腸管は開腹管理のままとし、外科手術で用いるWound retractor
で保護した。受傷 11 日目よりDIC が進行、受傷 17 日目より血圧低下し
受傷 18 日目敗血症性ショックにより死亡した。ACSは腹腔内圧上昇（In-
tra�abdominal hypertension : IAH）とともに IAH�ACSとして、腹壁コン
プライアンスの低下、腸管・腹腔内容物の増加、血管透過性の亢進により
腹腔内圧が上昇し、臓器潅流不全をきたした病態を指す。腹部の全周性の
重症熱傷では腹壁コンプライアンスが著しく低下しており、またその後
の敗血症による血管透過性の亢進などで二次性・再発性に IAH�ACSを
起こす可能性が高い。本症例は最終的な救命には至らなかったが、ACS
に対して即時緊急開腹減圧を行い全身状態の改善を得た。

P2-20-2 救命救急センター受診を契機に指摘された未
診断悪性腫瘍の検討

○
おかむら なおやす

岡村 尚泰1、吉田 真一郎2、塩谷 信喜2、硲 光司2、七戸 康夫2

NHO 北海道医療センター 初期研修医1、NHO 北海道医療センター 救急科2

【目的】救急部門受診を契機に悪性腫瘍が指摘される症例には、明らかに
腫瘍特異的な症状を示す症例だけでなく、偶発的に診断される症例も存
在する。これらの症例を比較し、相違点について検討したので報告する。
【対象・方法】2012 年 4 月から 24 ヶ月間に当院救命救急センターへ搬送
された症例のうち、入院後 1ヶ月以内に新規悪性腫瘍と診断された症例
について背景・症状・診断・転帰を後向きに検討した。【結果】29 例が新
規悪性腫瘍と診断された。分野別で多かったのは消化器腫瘍（14 例）、呼
吸器腫瘍（7例）、血液・造血器腫瘍（4例）であった。主訴が明らかに腫
瘍特異的な症状を示していた群（S群、n＝21）と、非特異的な症状であっ
た群（NS群、n＝8）を比較すると、NS群は有意に診断確定までの期間が
延長していた（8日 vs 20 日，p＜0.01）。腫瘍診断の契機となった検査は、
S群では CT（17 例）が最も多く、次いで内視鏡（6例）であった。NS
群でも CT（6例）が最も多かった。治療方針は、S群では約 70％で積極
的治療（手術・化学療法など）が選択され、同様にNS群では約半数で
あった。【考察】画像所見から悪性腫瘍を診断する機会は多かったが、NS
群には、画像所見が明らかでない血液腫瘍のほか、感染症を併発した全身
状態不良例も含まれていた。本研究には含まれていないが、転移・再発に
よる症状で救急部門を受診する症例もあり、救急部門での初期緩和医療
提供も重要と考えられた。
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P2-20-3 重症熱傷にサイトメガロウイルス感染を併発
し、汎血球減少による日和見感染症のため救命
しえなかった1例

○
もろおか しん

諸岡 真、藤岡 正樹、林田 健志、西條 広人
NHO 長崎医療センター 形成外科

【目的】仏壇の掃除中ろうそくの灯が衣服へ引火し頸部から前胸部を中心
に第 2度熱傷 10％および第 3度熱傷 6％と気道損傷を受傷した 80 歳の
女性。当院へ搬送後は ICUで呼吸循環管理を行ながら治療を続けたが、
第 41 病日より 38 度台の発熱持続と進行性の汎血球減少があり、サイト
メガロウイルス感染があることが判明した。抗ウイルス薬を投与したが
症状は進行し、真菌感染症や常在菌による敗血症性ショックの状態とな
り第 77 病日に多臓器不全のため死亡した。この症例について検討を行っ
た。【成績】第 4病日、第 16 病日、第 39 病日に合計 3回の植皮術を施行
した。この間、心不全、CVカテーテル感染などの合併があった。熱傷面
積としては広いものではなかったが、長期の気管挿管のため経口摂取が
出来ず、低栄養状態が遷延し植皮の生着は良好とは言えなかった。それで
も創部は縮小傾向にあった。【結論】日本人の多くはサイトメガロウイル
ス潜伏感染者であり、臓器移植や悪性腫瘍による免疫不全状態の際に発
症することが報告されている。重症熱傷の経過中に当感染症を発症する
ことは稀であるが、診断後の治療と経過について報告する。

P2-20-4 遅発性に呼吸不全をきたした有機リン中毒の
一例

○
さくらい としひろ

櫻井 聖大、江良 正、狩野 亘平、山田 周、北田 真己、
橋本 聡、橋本 章子、木村 文彦、原田 正公、高橋 毅

NHO 熊本医療センター 救命救急・集中治療部

【はじめに】当初は明らかな副交感神経症状を認めなかったが、遅発性に
呼吸不全を起こした有機リン中毒の症例を経験したので報告する。【症
例】78 歳、男性。自宅で有機リン系の殺虫剤であるジクロルボスを服用し、
前医に救急搬送となった。胃洗浄を施行され、加療目的に当院救急外来に
紹介となった。【来院時現症】意識はほぼ清明で、瞳孔は両側 3mmで、対
光反射は迅速であった。BP140�80mmHg、HR99�min と徐脈は認めず、
SpO2 はルームエアーで 96％であった。救急外来で活性炭と下剤を投与
し、救命病棟に入院とした。血清ChEは 6 IU�L と著明に低下していた。
【入院後経過】副交感神経症状は目立たなかったが、血清ChEの低下が著
明であったので、PAMと硫酸アトロピンを併用した。第 3病日の朝方に、
突然呼吸状態の悪化を認め、呼吸が微弱となったため、バッグバルブマス
クで補助換気を行った。なんとか気管挿管は回避できたが、呼吸不全の原
因として、遅発性の有機リン中毒症状の関与が疑われた。その後、次第に
全身状態は改善し、第 22 病日にリハビリ目的に紹介元へ転院となった。

P2-20-5 救急外来における意識障害患者に対する頭部
画像検査施行時の工夫

○
つじ まさひろ

辻 将大、中川 史生、木村 麗新、加川 隆登
NHO 浜田医療センター 脳神経外科

【目的】救急外来における意識障害患者に対する頭部画像検査時の工夫に
関して検討した。【方法および考察】救急外来には意識障害を主訴として
救急搬送される患者は比較的多く、軽度から中等度の意識障害患者では
不穏症状を生じていることがある。そのような患者には頭蓋内疾患の鑑
別のために頭部CT、MR検査が必要であり、特にMR検査施行時には不
穏状態による体動の抑制には鎮静剤投与を行う必要がしばしば生じる。
しかし、鎮静剤を投与することにより神経症状の観察に支障を来すこと
がある。我々の施設では不穏症状を呈する患者の頭部画像検査を施行す
る場合に頚椎カラーを装着し頭部の運動制限を加え、比較的体動の少な
い画像を撮影する試みをおこなっており、この方法が不穏患者の急性期
画像診断に有用であった。また、重度の意識障害患者の中には呼吸器管理
を開始している場合がある。人工呼吸器管理中であっても頭部CT検査
に関しては比較的容易に施行することができる。頭部CT検査では明ら
かな異常を認めない場合には、しばしば頭部MR検査が必要となるが、通
常の人工呼吸器管理ではMR検査の施行は困難であった。我々は、MRI
対応人工呼吸器を救急外来に導入し、人工呼吸器管理中の重度意識障害
患者でも必要に応じ頭部MR検査を施行している。MRI 対応人工呼吸器
を用いることがMR検査の施行において有用であった。【結論】意識障害
患者の頭部画像検査の施行に際して頚椎カラーの装着、MRI 対応人工呼
吸器の使用が有用であった。

P2-20-6 スタンバイ状態の人工心肺回路の細菌汚染に
ついて

○
た が や ま さ し

多賀谷 正志1、市川 峻介1、久恒 一馬1、岡野 慎也1、
石崎 光理1、半田 宏樹1、小田 洋介1、入船 竜史1、原 和信1、
毛利 教生2、流郷 昌裕2

NHO 呉医療センター ME管理室1、NHO 呉医療センター 心臓血管外科2

【背景】
人工心肺下の手術における人工心肺回路のプライミングは、患者の手術
室入室前から始めることが多いが、患者Vital の急変等に際して手術中止
となった場合、回路は清潔状態保持を理由に廃棄されることが多い。
【目的】
人工心肺回路の充填液をリサーキュレーションした状態で細菌の繁殖が
認められるか実験的に検証した。
【方法】
陽圧環境の手術室において、酢酸リンゲル液 1000mL、ヘスパンダーⓇ500
mL、ソルメルコートⓇ24mLを混合した充填液を 120 時間リサーキュ
レーションし、24 時間毎にエンドトキシン測定、細菌培養を施行した。
【結果】
リサーキュレーション 24、48、72、96、120 時間後のエンドトキシン測定
値はそれぞれ 0.002、0.001、0.001、0.001、0.003 EU�mLであった。細菌数
はいずれの測定時点においても 0 CFU�mLであった。
【考察】
当実験結果より、人工心肺回路を 120 時間リサーキュレーションしても
細菌は「侵入」も「繁殖」もしなかったと考えられ、その理由として陽圧
環境手術室の清潔度が高いこと、充填液は細菌の繁殖に適した環境では
ないことが挙げられた。よって、感染の観点のみから考察した場合 120
時間スタンバイ状態で経過した人工心肺回路を使用することは、保存環
境が良好であるという条件付きで可能かもしれないが、人工心肺を構成
する材料の劣化や溶出による生体への影響についても検証する必要があ
る。
【結語】
人工心肺回路を手術室で 120 時間リサーキュレーションしても細菌汚染
はなかった。
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P2-20-7 BMI48の急性大動脈解離Stanford Aに対す
る上行大動脈人工血管置換術患者の周術期管
理

○
お ざ わ あ き こ

小澤 章子、今津 康宏、雪平 基子、加藤 良雄、高木 寿人、
梅本 琢也

NHO 静岡医療センター 麻酔科・集中治療部

「症例」67 歳の女性、160cm、124kg（BMI 48）。当地に旅行中に胸背部痛
を訴え急性大動脈解離 Stanford A、心タンポナーデの診断で当院に搬送
され、緊急上行大動脈人工血管置換術を施行した。既往歴はない。「経過」
ショック状態で救急外来から手術室に直接入室した。入室時はドパミン 5
μg�kg�min で血圧 100�80、心拍数 80bpm、末梢冷汗を認めた。ミダゾラ
ム、フェンタニル、プロポフォール、ベクロニウムの静脈内投与で迅速導
入後、気管挿管を行い、フェンタニルとプロポフォールで麻酔維持した。
術中は高度低体温循環停止とし、大動脈遮断時間 147 分、循環停止時間 55
分であった。「術後」10 病日に縦隔炎に対して開胸、縦隔洗浄を行い、69
病日に大網充填術を行った。121 病日に抜管した。ICU入室中からリハビ
リテーションを行い、抜管 20 日後に経口摂取を開始した。196 病日に車椅
子で 300km離れた自宅近くの病院に転院した。現在は車椅子生活で歩行
器を用いて歩行している。「考察」（1）縦隔炎：抗生剤、手術、持続吸引療
法を行った。（2）長期間気管挿管：肥満による酸素化不良、縦隔炎、肺炎
のために 121 日間の長期気管挿管、人工呼吸器管理となった。抜管時に気
道狭窄が懸念されたためチューブエクスチェンジャーを留置して抜管し
たが、自然気道で管理でき酸素化も維持できた。（3）肥満：褥瘡は発生し
なかった。（4）チームワーク：肥満のために体位変換、リハビリテーショ
ン、入浴など人手が必要で難渋したが、看護部門が中心になりチームで計
画を立てて実行できた。「まとめ」肥満患者の緊急大血管手術を経験した。
チームでの治療が有効に行われたと思われる。

P2-21-1 一般市民とがん患者及びその家族における治
験に対する意識調査

○
ひ ぐ ち き よ み

樋口 清美、田島 宏恵、高津 和哉、佐藤 好美、菊池 和彦、
川口 啓之、遠藤 雅之、高橋 康雄

NHO 北海道がんセンター 治験管理室

【背景】治験の実施には、患者と家族の理解が不可欠であり、協力を得る
ためには、治験に関する啓蒙活動も重要と思われる。当院で過去に実施し
た一般市民向け公開講座の意識調査結果では、治験の認知度は、「よく
知っている」「詳しく知らない」がほぼ同程度であった。当院は、都道府県
がん診療連携拠点病院であり、北海道内のがん治療の中心的役割を担っ
ているため、新薬での治療に期待している進行・再発がんの患者が多い。
当院の特徴に鑑み、がん患者及びその家族を対象とし、より具体的に治験
に関する意識調査を実施し、治験や臨床研究コーディネーターへの認知
度及びニーズを検討することは有益と考えられた。【目的】治験啓蒙活動
を含めたアンケート調査を実施し、一般市民とがん患者及びその家族の
治験や臨床研究コーディネーターへの認知度、ニーズを比較検討し、がん
専門病院の臨床研究コーディネーターとして治験に関する啓蒙活動やが
ん患者及びその家族への支援のあり方を考える。【方法】2013 年 9 月 8
日に当院で開催した「北海道がんと闘う医療フェスタ」に参加された一般
市民とがん患者及びその家族で本研究の趣旨に賛同いただけた方を対象
にアンケート調査を実施した。結果は、単純及びクロス集計した。【結果
及び考察】治験や臨床研究コーディネーターへの認知度はがん患者及び
その家族の方が高い傾向にあった。がん患者及びその家族は、治療の選択
肢の一つとなる治験には関心を持っている一方で、治験薬の副作用や治
療効果について不安を持っていることがわかった。今後もがん患者及び
その家族に対して、精神的な支援とともに治験薬の副作用への対応等に
重点をおき、支援を継続していきたい。

P2-21-2 生活保護受給者の治験組み入れを経験して

○
よねざわ え み こ

米澤 恵美子、神谷 淳子、渡辺 慶子、鈴木 真由美、
小野 直美、大山 智子、割貝 清子、大谷 明夫

NHO 水戸医療センター 治験管理室

【目的】生活保護受給者の治験への組み入れは、様々な問題から積極的に
行われていないのが現状である。しかし、被験者への配慮及び生活保護制
度への影響を考慮することで生活保護受給者の治験参加は可能と考え
る。今回、当院において初めて生活保護受給者の治験組み入れを経験し、
その対応策をまとめたので報告する。【方法】1．過去に治験組み入れに至
らなかった事例の問題点を明確化 2．関連機関、院内各部門との連携体制
と役割の明確化 3．治験参加中のフォローアップ体制【結果】過去に治験
組み入れに至らなかった症例は、CRCの保険制度への知識不足により医
療扶助、生活扶助に関してどのポイントを確認するのか明確ではなかっ
たことが原因であった。そこで、自治体と医療扶助、生活扶助について院
内ケースワーカーと連携を取り調整することにした。治験依頼者からは
費用負担、倫理的問題についての懸念事項が挙がったため、責任医師と協
議のうえ、生活保護受給者の治験組み入れについて IRBで審議した。治験
参加中も自治体、被験者と情報共有を図り生活扶助に影響を及ぼすこと
なく治験継続となっている。【考察】今回の事例を通して各方面への理解
と、CRCの調整力があれば生活保護受給者の治験への参加が可能である
ことを経験した。しかし、生活保護受給者の組み入れにはその都度対応が
異なり、組み入れが難しいケースが多いためCRC業務を円滑に行うため
のツールが必要と考える。今後は生活保護制度の理解を深め、実施体制を
強化していくと共に、様々なケースに柔軟に対応することで、生活保護受
給者へ最新の医療の選択肢を提供できるよう努めていきたい。

P2-21-3 災害医療センターにおける治験業務量数値化
の試みと今後の課題

○
あしたに せ い こ

芦谷 聖子、黒坂 悦子、下川 亨明、佐藤 和人、関口 直宏、
小井土 雄一

NHO 災害医療センター 看護部

【目的】本邦の新薬開発に治験責任・担当医師を支援する専任スタッフの
協力が大きく寄与することはいうまでもない。現在、災害医療センター治
験管理室（当管理室）には、CRC看護師 2名及び治験主任 1名が配属さ
れている。治験は、目的、デザイン及び症例数等によって業務内容が異な
ることや同時期に複数の治験を実施することで、業務の質及び量は変化
していることは明らかである。しかし、業務の変化についての評価は各々
で異なる為、業務量を数値化することで現在の状況が明確になると考え
た。そこで、当管理室の治験業務量を数値化することで現状を検証し、今
後の課題を検討した。
【方法】2013 年 6 月 3 日からの 5日間で、スタッフ 3名を対象に治験業務
の所要時間調査を実施した。業務内容は 10 項目に分類し、業務に要した
時間を各スタッフが一定のデジタル表示時計を用い、分単位で計測した。
5日間の 3名の業務時間を合計し、項目別に割合（％）を表した。調査期
間は、医師主導治験のスタート時期、国際共同治験の組入れ前及びがん領
域の治験の被験者対応を実施している。対象者には、倫理的配慮について
説明し同意を得た。
【結果】調査の結果、最も時間を割いていたのは「治験の実施」であり、
次に「治験の準備」であった。
【考察】当管理室の実施治験課題数は、増加傾向にあり、治験業務に更な
る時間が必要になることや従来の方法やスタッフ数での対応は困難であ
ることが予測され、業務の効率化やがん領域認定看護師を含む関連部署
への協力が必要であると考えられる。
【結論】今後、治験を安全、確実に遂行するためには、1）業務の効率化、
2）関連部署との連携、3）将来を見据えた人員確保計画が必要である。
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P2-21-4 電子カルテの災害時バックアップシステムを
活用した当院のリモートSDV

○
いりくら めぐみ

入倉 恵1、白川 祥美1、清水 雅俊1、長谷 良平2

NHO 神戸医療センター 治験管理室1、
NHO 神戸医療センター 臨床研究部2、
NHO 神戸医療センター 企画課IT担当3

［目的］治験におけるリモート SDV（Remote�Source Data Verification、
以下 R�SDV）実施は、遠隔地からのモニタリングを可能とし、コスト削
減や迅速な情報共有など治験の効率向上をもたらし、「臨床研究・治験活
性化 5か年計画 2012」の短期的目標の一つとして推奨されている。当院で
は電子カルテの災害時バックアップシステムとして、Microsoft Win-
dowsⓇ To Go の技術とバックアップ接続設定がされたUSBデバイス
を使用し、独自の電子カルテ閲覧システム（以下KOSMOS）を平成 26
年 4 月に構築している。本システムを活用しR�SDV実施に向けての取り
組を報告する。［方法］治験モニターにはUSBデバイスを貸与、各自のパ
ソコンに差し込み再起動することでWindows 8.1 が起動し、当院のKOS-
MOSが閲覧可能となる。被験者情報の漏えい防止のため、KOSMOS閲覧
中は画面のコピーや他の用途でパソコンが使用できない。また、個室での
閲覧を必須とした。利用者 IDによって閲覧対象を被験者に限定し、住
所・保険情報など個人情報を除く全ての項目を検索可能とした。予めR�
SDVの対象被験者から同意を取得し、モニターには利用開始前までにR�
SDV利用に関する誓約書を提出してもらい、前日 12 時までに申請する
ことで、翌日以降に閲覧可能とした。［結果］KOSMOSは、カルテデータ
を遠隔地で保存する本来の機能だけでなく、R�SDVに活用可能であっ
た。電子カルテの間接的な閲覧と複製防止はセキュリティー的にも優れ
ると考えられる。［結論］Microsoft WindowsⓇ To Go の技術を使用した
KOSMOSを用いて独自のR�SDVを構築できた。

P2-21-5 治験審査委員会審査資料の電子化から1年を
経過して―委員へのアンケート結果からみる
メリット・デメリット―

○
い し だ な つ こ

石田 奈津子、小澤 尚子、山本 高範、中野 明美、金谷 直美、
舟木 弘、阪上 学

NHO 金沢医療センター 治験管理室

【目的】当院では 2013 年 6 月より治験審査委員会（以下 IRB）において，
タブレット端末を用いた審査資料（初回審議資料など一部除く）の電子化
を実施している。電子化から 1年を経過するにあたり今後の課題を明ら
かにするため，IRB委員に対して審査資料電子化に関するアンケートを
実施したのでその結果を報告する。【方法】2014 年 5 月の IRBにおいて，
IRB事務局より委員 10 名（外部委員含む）に対してアンケートを実施し
た。【結果】審議資料電子化に対しては委員の 8名が「良い」もしくは
「やや良い」，2名が「どちらでもない」と回答し，悪いと答えた委員はい
なかった。メリットについては，審議資料の読みやすさが 5名と最も多
く，ついで審議時間の短縮，資料の探しやすさ，資料量の削減が挙げられ
た。一方，デメリットについて資料の読みにくさ 3名，資料の探しにくさ
2名という結果となった。また，全ての委員が審議資料の電子化に「慣れ
た」もしくは「まずまず慣れた」と答えたが，慣れるまでにかかった時間
は 0ヶ月～1年と委員ごとにばらつきがあった。【考察】IRB審議資料の電
子化について委員の大半が好印象を持っていた。審査資料電子化のメ
リットとして資料の読みやすさや探しやすさが挙げられる一方，タブ
レット端末操作に慣れても資料を読みにくい，探しにくいといった不便
を感じている委員がいることが分かった。今後 IRB事務局として，タブ
レット端末の操作性を考慮した IRB審議資料の作成を検討していく必要
がある。

P2-21-6 治験審査委員会資料の電子化による経費削減
効果

○
す ず き あ す か

鈴木 明日香、浦辺 登喜子、牧山 稔、中坪 美帆、
原田 めぐみ、石津 千壽、榎本 哲郎

国立国際医療研究センター国府台病院 治験管理室

［背景］厚生労働省は平成 23 年 5 月に「治験等の効率化に関する報告書」
を提示した。現状では紙媒体の審査資料のみで運営している IRB（Institu-
tional Review Board：治験審査委員会）が多く、膨大な審査資料の作成及
び保存のために多くの労力やスペースが費やされていることを、日本の
治験の課題として取り上げた。IRB審査資料に関して、可能な範囲で電子
化を行い、IRB運営業務の省力化と保存場所の有効活用を促進し、さらに
IT（Information Technology）を活用することで、IRB審査の効率化と迅
速化を目指すことが提言された。国府台病院では、平成 25 年 4 月から
IRBにタブレット型コンピューター iPad を導入した。その導入前後での
治験事務局業務の効率化、コスト削減効果について検討した。
［方法］iPad の導入に要した費用、紙の資料をなくすことで減少した複写
機保守料と人件費、及び外部 IRB委員への資料の送料を、iPad の導入前
後 1年間で比較した。タブレット型コンピューターの減価償却が 4年で
あることから、iPad 導入費用¥900,900 及びクラウドサービス初期費用
¥976,500 は、その 1�4 を導入後の費用として割り付けた。
［結果］導入前：複写機保守料¥650,346、人件費¥2,880,000、宅配便送料
¥85,536、合計¥3,615,882。導入後：複写機保守料¥172,029、人件費
¥656,640、宅配便送料¥69,984、iPad 導入費用¥225,225、クラウドサービ
ス初期費用¥244,125、クラウドサービス維持費¥882,000、合計¥2,250,003。
以上から iPad の導入により、年間約¥1,360,000 の経費削減が達成でき
た。また人件費の減少に示されるように、紙資料の作成と廃棄（シュレッ
ダー）に要する作業時間が大幅に削減できた。

P2-21-7 管理診療会議における臨床研究推進部の実務
報告には何が求められるか？ 第2報

○
てらやま け い こ

寺山 恵子1,2、西岡 晶子1、二五田 基文1,2、井口 東郎1,3

NHO 四国がんセンター 臨床研究推進部1、
NHO 四国がんセンター 薬剤科2、
NHO 四国がんセンター 臨床研究センター3

【目的】毎月開催される管理診療会議では 5分程度の「臨床研究推進部」の
報告が義務づけられている。治験・臨床試験に関心が薄い職員に対し、
「どのような情報発信をすれば関心を高められるか」を考え、院内職員の
理解度上昇に繋げるための報告内容の見直しを行ったので、第 65 回での
第 1報に続く第 2報として報告する。【方法】第 1報を発表して以降、管
理診療会議ではこれまでの請求金額の報告に加えて、翌月 IRBにおける
審議予定課題の情報、あるいは初めて治験依頼がきた診療科の紹介、
等々、トピックスにも力を入れた報告を行ってきた。【結果】管理診療会
議の出席者は各部署の管理職であり、治験・臨床試験推進活動における
業務連携を円滑に進めるためにはそういった部署からの理解を得なけれ
ばならない。管理診療会議における報告内容を変更・追加することで「治
験や臨床研究は、部署連携と全職員の協力がないと円滑に進められない
業務である」と、当室がアピールする機会を獲得できた。また、複雑、煩
雑化する治験検査検体処理について、臨床検査科、病理科や放射線部門と
の話し合いでも当室から実務状況を含めた情報提供を行うことで、ス
ムーズに業務依頼ができるようになった。【考察】入院治験における PK�
PD採血実施では、「なぜ病棟スタッフがCRCに協力しないといけないの
か？」という非協力的発言が当院、ならびに他施設でもよく聞かれる。治
験・臨床試験が管理診療会議を始めとした他部署の会議でも話題に上る
ためには、当院の治験実務状況に関わる地道なトピックス報告が必要で
あると思われ、こういった報告内容の工夫が院内協力体制の一助になる
ことを実感した。



第 68回国立病院総合医学会 697

P2-21-8 2病院1組織での治験業務の現状と問題点

○
お さ だ か よ こ

長田 賀世子、武井 洋一、後藤 七生子、渡辺 歩美、
大倉 孝子、渡辺 清孝、田畑 好美

NHO まつもと医療センター 中信松本病院 治験管理室

【背景】主に急性期とがんを担う松本病院と、療養を主体とする中信松本
病院は、別々の病院として運営されていたが、平成 20 年 4 月より、車で
約 10 分の距離にある両病院が 2病院 1組織の「まつもと医療セン
ター」として、一体運営が行われている。【目的】2病院 1組織で行う治験
業務の実施体制の現状と問題点について、明らかにする。【結果】一体運
営後は中信松本病院に治験管理室を設置し、治験業務を行っている。中信
松本病院には専任CRCが 2名いる一方で、松本病院のCRCは 1人が兼
任で対応している。このような状況で過去 5年間に松本病院で 12 件、中
信松本病院で 32 件の治験業務に関わった。IRBは中信松本病院で開催さ
れるが、同時に両病院分の審査を行い、治験等の事務手続きを 1本化し
た。治験患者への対応については、基本的にはそれぞれの病院の担当者が
行っているが、松本病院での SDVや医師との面会時は、中信松本病院の
CRCが参加することにより、可能な限り複数名で同席することで情報を
共有し、担当CRCが不在のときにも対応できるよう配慮した。【考察】2
年後の一体地化の後は、治験業務の効率化が図れると思われるが、現状の
2病院 1組織で行う治験業務は、治験に携わるスタッフ間での情報共有が
難しい。さらに当院ではいまだ紙ベースのカルテを使用している点も情
報の共有を困難としている一因となっている。安全に確実な治験業務を
進めていくために、現状ではスタッフが両病院間を移動して情報確認を
行っているが、さらに突発的事項にも対応できるよう準備しておく必要
があると思われる。

P2-22-1 LEED療法クリティカルパス・患者用パスの
改訂

○
きのした ま い

木下 麻衣、竹熊 比梨留、佐藤 美穂
NHO 熊本医療センター 看護部 6南病棟

急性骨髄性白血病や悪性リンパ種の治療として自己末梢血幹細胞移植が
選択されることが増えてきている。当院でも昨年 10 例の自己末梢血幹細
胞移植を行っている。自己末梢血幹細胞の利点としては、自己の末梢血幹
細胞を輸注するため自己移植自体の安全性は高く、同種移植で問題とな
る免疫反応（GVHD）などはなく骨髄回復後はあまり問題ないといえる。
しかし自己移植では移植片対白血病（GVL）効果を期待できないため、前
処置は同種移植に比べて抗腫瘍効果の高い多剤の組み合わせを強力に
行っている。そのため、骨髄抑制期の期間が長くなると同時に有害事象が
遷延しやすいことが考えられる。このことより事前のオリエンテーショ
ンでは、副作用症状・その予防策について充分に説明し患者の協力を得
る必要がある。自己末梢血幹細胞移植の前処置として、一般的には LEED
（エトポシド、エンドキサン、アルケラン、デキサート）療法が行われ、
当院でもこのレジメンを使用している。しかし既存の LEED療法のクリ
ティカルパスでは、1）薬剤の特有の副作用の観察項目の不足 2）患者用パ
スは治療・薬剤に関する記載が少なく、治療のイメージ化を図る事がで
きないなどの問題点があったため以下の内容を改訂した。（1）達成目標の
見直し（2）使用する点滴のイメージができるよう写真を患者用パスに掲
載。（3）抗癌剤の主な副作用症状や口内炎の予防方法をオリエンテーショ
ン内容に追加。

P2-22-2 電子カルテでのクリティカルパス試験運用に
ついて

○
た が み あつろう

田上 敦朗1、池田 芳久2、池田 篤平2、本崎 裕子2、山田 晋也3、
脇坂 晃子3、中村 奈美3、辻 隆範3、丸箸 圭子3、南 雅子4、
南出 紀代美4、清水 健司4、出雲 外志江4、畑中 美穂4、
井村 政美4、高橋 和也2、石田 千穂2、大野 一郎3、駒井 清暢2、
関 秀俊3

NHO 医王病院 呼吸器内科1、NHO 医王病院 神経内科2、
NHO 医王病院 小児科3、NHO 医王病院 看護部4

【緒言】平成 26 年 3 月 10 日の電子カルテシステム更新を機に，当院では
これまで紙運用となっていたクリティカルパス（以下，パス）の電子化を
行うこととなった．電子化パス本運用前に，パスシステムと当院の電子カ
ルテ仕様・運用とのすり合わせを行うことを目的に電子化パスの試験運
用を行ったので報告する．
【方法】平成 26 年 3 月 26 日から 5月 26 日を対象期間として，試験運用し
た気管支鏡検査（以下，BF）パスの適応・改訂・指示内容・バリアンス・
問題点を後方視的に調査した．
【結果】調査対象期間中にBFパスは 50 件適応され，21 回改訂された．指
示内容において生じていた酸素添加指示での酸素量が明記されないバリ
アンスは，指示内容改訂により収束した．初期において指示が分散されて
いたために一部指示が看護師に認識されないバリアンスが生じたが，指
示を集中配置する改訂を行ったところ生じなくなった．BF当日に BF
パスの指示が電子カルテ上で見えにくいというバリアンスは，当院の電
子カルテ運用に由来しBFパス内での指示配置を調整することにより起
こりにくくなった．改訂の経過において，大部分のコンテンツ（説明文書
など）がパスに載せられない問題点が見出された．これは業者にフィード
バックし，当院の電子カルテ仕様に合わせたパスシステムの改変が実施
され，解決した．
【総括】当院独自の電子カルテ仕様・運用に由来するパス運用上での問題
点を試験運用で見出すことができ，その解決のノウハウを蓄積すること
ができた．

P2-22-3 DPCに対応したクリティカルパスの作成

○
はたなか ゆうすけ

畠中 祐介、坂元 安恵、兜坂 智弘、米満 光弘、山下 美波、
小原 智子

NHO 指宿医療センター 企画班 診療情報管理室

背景
当院は平成 23 年 4 月にDPC対象病院に移行した。当院で使用している
クリティカルパス（以下パス）は、現在 85 個のパスを使用している。
当院で使用しているパスはDPCとの整合のとれた運用が課題であり、今
回、当院におけるDPCに対応したパス作成の考え方を報告する。
方法
H24 年 4 月～H26 年 3 月に腹腔鏡下胆嚢摘出術を行った患者は 55 名お
り、平均在院日数は 18.1 日、平均年齢は 67.6 歳であった。
そのうち在院日数が 11 日で、増収患者と減収患者の 2症例を比較し、そ
の原因がDPCに包括された各項目に原因があるか、或いはバリアンスに
よるものであるのか検討をした。
結果および考察
1つ目の症例は、出来高と比較して約 10 万円の増収、2つ目の症例は出来
高と比較して約 10 万円の減収となった。増収症例はパス通りの診療行為
を行い、
画像診断や注射に係る費用を最小限に抑えられた。
減収症例は、術前検査でCTや SPECTを行い、手術日が遅れて負のバリ
アンスが発生したと考えられた。医療資源の投入量が多く、減収となっ
た。
結語
今回の検証から、このようなバリアンスを防ぐために、パスの改訂や、パ
スにDPCの入院期間別点数を記載していく。
今後は、診療情報管理士として医師や看護師向けにDPCの勉強会等を行
い、バリアンスを情報提供し、医療の質の向上、業務効率化の推進に努め
たい。
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P2-22-4 レセプトデータを使用した胃幽門側切除術パ
スの検討

○
みねまつ ゆうすけ

峯松 佑典1、虫明 里奈1、大塚 眞哉2

NHO 福山医療センター 事務部 企画課 診療情報管理室1、
NHO 福山医療センター 胃腸・内視鏡外科2

【目的】「胃幽門側切除術パス」について実際に施行された診療プロセス
データを抽出し、診療内容を検討し改善につなげ、医療の標準化・効率化
を目指す。
【方法】平成 25 年 1 月～平成 25 年 12 月の期間に「胃幽門側切除術パス」
を適用した 38 症例を対象とし、レセプトデータ（E，Fファイル）を用い
パスに沿って診療行為（処方・注射・処置・検査・画像・食事）が実施さ
れているか検証した。また、パスに計画されていないが実際に施行された
診療行為（バリアンスデータ）からはパスに適応可能かどうか検討し、周
術期の抗菌薬についても薬剤の種類、投与量の観点からパスに沿って施
行されているか検証した。さらに術式（開腹、腹腔鏡）の観点から検証し
た。
【結果】診療行為についてはそれぞれ実施率が高くほぼパスどおりに行わ
れていたが、術後 7，8日目の術後創傷処置は実施率が 21.1％、5.3％で、
バリアンスデータの検証ではAラインが手術日に 71％の症例で実施さ
れていた。周術期の抗菌薬投与については術日にラセナゾリン 1g2 瓶を
投与する予定にしており実際に 9割以上の症例でラセナゾリンが使用さ
れていたが、投与量はばらつきがみられた。術式別では診療行為実施率に
顕著な差は見られなかった。
【考察】ほぼパスどおりに行われていたが、術後創傷処置とAラインにつ
いてはパスの見直しが示唆された。術式別では腹腔鏡手術で適用すると
パスの期間が全国平均在院日数より長くなるため、今後検討の必要性が
考えられた。レセプトデータを用いることで実際に施行されたパスの診
療プロセスデータを効率的に集計し、見直しにつなげることができた。

P2-22-5 当院における糖尿病教育入院パスのバリアン
ス分析

○
お ば た ち よ み

尾畑 千代美1、杉山 佳代子1、鈴木 和子1、伊藤 由子1、
櫻井 賀奈恵1、山本 初実2、霜坂 辰一2、田中 剛史3

NHO 三重中央医療センター 看護部1、
NHO 三重中央医療センター 臨床研究部2、
NHO 三重中央医療センター 内科3

【はじめに】当院においては、糖尿病教育入院においてもクリティカルパ
ス（以下パス）を使用している。今回、そのバリアンスを検討し、また、
収益状況について評価した。【方法】消化器・糖尿病病棟において、2013
年 1 月から 12 月の間に適応した 423 件のパスのうち、糖尿病教育入院
（DM）のバリアンスを検討し、同病棟の他のパスと比較した。【結果】DM
パス適応例は 85 件、バリアンス発生率は 7.1％であり、ラジオ波焼灼術
（44 件）の 54.5％、内視鏡的食道静脈瘤結紮・硬化術（26 件）の 53.8％、
経カテーテル動脈塞栓術（55 件）の 23.6％、内視鏡的逆行性胆管膵管造影
（65 件）の 9.2％などと比べて低かった。これは、消化器系のパスにおい
ては画像検査の件数が多いことが関係していると考えられた。また、DM
の平均在院日数は 14.0 日と全国平均 17.8 日より短かったが、出来高との
差額は＋386 円と全国平均の＋21600 円より大きく下回っていた。DPC
ベンチマーク分析結果では、検査・画像・注射に要する費用が影響して
いると考えられた。【考察】当院のDMパスにおいて、検査・画像・注射
に要する費用が収益幅の減少に影響を及ぼしていると考えられた。パス
では血液・画像検査は最小限に設定されているが、設定以外の血液検査
などが影響している可能性がある。【まとめ】DMパス適応例において、
検査・画像の実施状況について再検討する必要がある。

P2-22-6 患者のニーズに合わせた術前オリエンテー
ションの検討

○
ま す だ たかのぶ

増田 教信
NHO 北海道がんセンター 6B病棟

【目的】患者に即したクリティカルパスの再検討
【方法】院内の倫理審査委員会で審査を受け承諾を得た上で、対象者に対
し研究の参加は自由であり、拒否する事で不利益が生じない事を書面と
口頭で説明し、同意が得られた患者を対象とした。クリティカルパス用紙
を用い、オリエンテーションは術後 7日前後で経過が良好な患者に対し、
半構成的面接法を用いて問題点を抽出しカテゴリー化した。
【結果】対象者は男性 17 名、女性 3名の計 20 名。手術別では前立腺全摘
出術が 7件、腎全摘出術・腎部分切除術は 3件、経尿道的膀胱腫瘍切除術
は 10 件であった。遂語録から得られた内容をカテゴリー化し 2大カテゴ
リー『オリエンテーション方法や内容に不足がある』『オリエンテーショ
ン用紙の記載内容や構成』に分類した。その結果、オリエンテーション用
紙に対する看護師の経験年数や説明内容に差がある事や患者の受け止め
方の違いにより、患者は安静度などの制限に対する認識の違いや、「手術
しているので痛いのは仕方がない」と思い苦痛を我慢する傾向にあった。
また、外来と病棟で用紙の記載内容の違いや、クリティカルパス用紙が外
来に渡っていないなどの連携不足があった。術前のオリエンテーション
では、多床室で行う事も多くプライバシーの配慮に欠けていた。
【結論】1．苦痛は我慢するのではなく緩和できる事を事前に伝え、術後早
期に苦痛緩和を図る事が必要である。2．患者用パスは理解し易い表現を
用いる。3．ケア項目はどの時期に安静度の説明をするか等、確認項目を
追加する事でオリエンテーション方法の統一や外来との連携を図る。 4．
プライバシーを配慮し、個室環境でのオリエンテーションが必要である。

P2-22-7 電子カルテ導入1年後、2年後のクリティカル
パス運用調査

○
い と う ゆ う こ

伊藤 由子、杉山 佳代子、鈴木 和子、櫻井 賀奈惠、
田中 剛史、霜坂 辰一、山本 初実

NHO 三重中央医療センター 看護部 東4病棟

【はじめに】当院は平成 24 年 3 月より電子カルテを導入し、それに伴いク
リティカルパス（以下パス）も電子化した。導入当初は看護師が操作に不
慣れでパスの入力漏れやパス評価ができていない等の問題があった。そ
こで、電子パス運用の問題点を明らかにし、使用しやすいものに改善して
いくことを目的として、電子カルテ導入 1年後、2年後にパス運用につい
て看護師にアンケートを実施した。【方法】卒後 2年目以上（紙パス使用
経験者）の病棟看護師を対象に、電子カルテ導入 1年後と 2年後に、電子
カルテ移行後のパス運用についてアンケート調査（電子パス導入の利点、
運用・操作に関する問題点、パス委員の活動内容等）し、結果を比較検討
した。【結果】電子パスを導入して良くなったと感じている看護師は 1
年後のアンケートでは 59.2％、2年後のアンケートでは 65.3％と上昇し
ている。看護記録等の業務改善につながった、医療ケアの標準化ができ
た、在院に数短縮につながったと回答している。また、よくなったと回答
した比率は、外科、産婦人科、循環器科・心臓血管外科、内科・消化器科
の病棟で上昇していたが、NICU、呼吸器科、脳神経外科・神経内科の病
棟では下降していた。その理由についてさらに詳細に検討したので合わ
せて報告する。
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P2-23-1 あわら病院における6年間の職員満足度調査
の分析結果について

○
な か た じゅんや

中田 純也1、大坂 陽子2、樋口 冨士夫2、大西 正典2

NHO あわら病院 企画課庶務班1、NHO あわら病院 サービス・広報委員会2

【目的】職員満足度の向上が、患者満足度向上につながり、ひいては当院
の発展に寄与すると考え、当院では、庶務班及びサービス広報委員会が、
全職員を対象に平成 20 年より 6年連続して、職員満足度調査を実施して
いる。職員満足度の現状を把握するため、その結果を分析した。
【方法】質問項目は「業務」・「人間関係」・「やり甲斐・信頼感」・「労働条
件・福利厚生」・「病院に対する評価」の 5つのカテゴリーの全 26 項目で
構成され、評価項目は「そう思う」・「少し思う」・「あまり思わない」・「全
く思わない」の 4段階の選択肢とした。また、職員満足度の向上、福利厚
生の充実を目的として、25 年 9 月に実施した職員互助会主催の納涼祭に
ついても、例年の項目に加えて、4つの質問を設定した。
データ解析には「そう思う」と「少し思う」を肯定的な回答、それ以外は
否定的な回答として、各項目の比率を求めた。
【結果】平成 20 年度からの調査結果の推移をみると、5つのカテゴリーの
うち、「労働条件・福利厚生」、「病院に対する評価」は、おおむね上昇傾
向となっていた。これは、当院が取り組んできた広報活動等が、評価を受
けたものと考えられる。
また、福利厚生に関して当初の評価が低かったため、職員親睦の企画を考
え、実行してきた。
昨年実施した納涼祭の参加率は、全職員の 60％で、参加者の満足率は
90％であった。当院が種々の試みに取り組んできた結果、満足度が向上し
ていると考えられる。
発表時には、職種別・年齢別に分析した結果を、他の項目と併せて紹介し
たい。
【まとめ】今後も、本調査を続け、低い評価に対して改善策を講じ、満足
度向上につながる方法を考えていきたい。

P2-23-2 職員満足度調査の実施により見えてきた課題

○
ほそかわ み か

細川 美花、松尾 剛、東原 道弘、森山 万智、梶川 愛一郎、
宮本 一男、藤内 武春

NHO 四国こどもとおとなの医療センター 管理課

【目的】病院の医療の質は職員の質によって決まる。職員の勤務満足度が
高い程、勤務意欲が向上し職員の質が高まる。職員の質の向上は患者満足
度を向上させる。つまり、職員の満足度がなければ患者満足度もないとい
える。成人医療と成育医療という異なる風土を持った善通寺病院と香川
小児病院の統合から 1年が経った今、上記の考えに基づき職員の勤務満
足度の向上を図ることを目的とし、職員満足度の現状を調査した。
【方法】1）職員満足度向上委員会を発足させる 2）全職員を対象にアンケー
ト形式の満足度調査を行なう 3）調査結果を委員会で分析し改善案を立案
する 4）分析結果を院内に公表し改善案を示す
【結果】職員満足度調査の結果、1．勤務の評価制度 2．報酬面 3．勤務環
境に対する不満が特に高いことが分かった。その理由として 1．自分に対
する評価について上司と話合う機会がないこと 2．給与が超過勤務の多さ
や勤務の多忙さに見合っていないこと 3．電子カルテの利便性に不満を感
じていることと業務が多忙であることが挙げられた。以上の結果から、人
材確保と業務の効率化を図り、業務の多忙さを改善する必要があり、さら
に上下間・他部署間のコミュニケーションの不足の改善を図る必要があ
ることが分かった。
【考察】職員の満足度調査により、職員の認識を客観的に把握することが
できた。また、結果を公表することで職員自身に問題点の自覚を促すこと
に繋がった。
【結論】職員満足度調査の実施により職員の認識を把握し、特に満足度の
低い 7項目については具体的な改善策を立案し実行した。またこれらの
取り組みを継続的に行なうことで、さらなる職員満足度の向上を図るこ
とができると考える。

P2-23-3 一目で分かる各種事務手続きの説明用紙の作
成

○
たてばたけ たかひろ

立畠 隆弘1、永田 佳也2、荒銭 浩太郎1、山田 拓海1

NHO 呉医療センター 管理課 厚生係1、
NHO 中国四国グループ支部 総務経理課 人事係2

【背景】採用・結婚・出産・退職の際に、人事係・給与係・共済係・庶務
係は各種手続きを行う必要があるが、担当者毎で文字だけの説明書を元
で説明しており、時間が係り大量の枚数の書類が発生していた。内容も複
雑多岐にわたるため職員は理解しづらく手続き不備が発生していた。ま
た、里帰り出産され自宅へ帰らない方が、出産後に手続きすることを知ら
なかったこともあり手続きに時間を要した方もいた。【目的】一連の流れ
の中で、職員が理解しやすく説明する側もし忘れることがない各種手続
きの種類や時期が容易に可視化できるフローを作成する。【取組方法】新
採用者、退職者、出産・育児休業を取得した者数名に手続きの理解度や解
り易さの聞き取りを実施した。1．一回に多くの説明を聞いても理解でき
ないし、後から読んでも文字ばかりで分かり難い。2．出産・育児休業取
得の際は、さまざまな手続きがあるが早くから書類の提出時期を知りた
い。などの意見があった。従って、見やすく分かり易い、また、大半の職
員が見慣れている入院診療計画書（クリティカルパス）を参考に作成する
こととした。【結果・考察】・どんな手続きがあるのか分かりやすいと、好
評だった・出産・育児休業取得については、妊娠が分かった段階で職場
長より配布してもらっているため、産前休暇前に事務所へ必ず来ていた
だけるようになり、手続き忘れがなくなった。・就業規則、給与規程、第
二共済組合各規程の改正が度々あるので、その都度見直しが必要である。
また、作成したことに満足することなくさらに見やすく、分かり易いもの
になるよう工夫していきたいと考えている。

P2-23-4 コンビニ収納サービス導入後1年、今後の展望
について

○
なかたに しゅんすけ

中谷 俊介、藤澤 良次、上田 和生
NHO 東広島医療センター 事務部 企画課

【はじめに】当院でコンビニ収納サービスを導入し 1年が経過した。1年間
の実績を基に導入の効果を検証し、事務業務の簡素化とコンビニ収納導
入のメリットについて報告する。
【取り組み内容】平成 25 年 3 月から運用を始め月平均 136 件の定期請求、
210 件の郵送等毎月発行を行ってきた。そのコンビニ収納利用額と利用者
内訳について検証を行った。
【結果】平成 25 年度のコンビニ収納利用による入金額は、約 52,000 千円で
患者自己負担収納額全体の 5％であった。（定期請求・郵送・督促）また
当院が手数料を負担することで、狙い通り銀行振込の利用を抑制するこ
とができ、患者さんの銀行振込利用額は約 28,000 千円減（前年度比 74％
減）となった。
【考察】銀行振込削減額以上にコンビニ収納の利用があり、現金取扱件
数・金額が減り現金管理リスクを減少、及び窓口混雑の緩和による患者
サービスの向上を図ることができた。
また、当院は今年度病院情報システム更新を控えており、POSレジからコ
ンビニ専用払込票の発行が可能となるため患者さんへの更なる利便性の
向上となる。更に今年度より可能となった口座振替を導入すれば、患者さ
んの支払いへの選択肢が増え更なるサービスの向上が図れると考察す
る。
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P2-23-5 診療費自動口座振替サービスの活用について

○
こ い け あきら

古池 晃
NHO 埼玉病院 企画課財務管理係

今般、「独立行政法人国立病院機構収入管理事務要領」の一部改正が行わ
れたことに伴い、「障害者総合支援法の患者」のみに認められておりまし
た診療費等の銀行口座から自動引落について全ての患者に認められるこ
ととなりました。そこで当院では患者サービス及び未収金対策の一環と
して自動引落サービスを導入することを検討し、準備をしているところ
であります。現在は取引銀行と詳細部分について確認を行っている所で
はありますが、今後、6月中を目処に契約し、導入準備を進め、9月中に
はトレーニングを含めた準備を終え 10 月から実施を目指しております。
対象患者としてはいきなり全ての患者を対象とするのではなく、入院患
者で分割払いになる患者、患者本人が施設等に入所しており自身で金銭
管理のできない患者、家族が遠方で対応が難しい患者などを中心に検討
をしております。自動引落サービスの導入迄の準備や導入における検討
課題の実際などを中心に皆さんにお伝えしたいと思っております。興味
を持たれた方はぜひお立ち寄り下さい。

P2-23-6 めざせ！「ゆるキャラグランプリ」にっしーく
ん

○
く ず ま ゆ う こ

葛馬 祐子
NHO 広島西医療センター 事務部 企画課

「広島西医療センターにあったらいいもの」というテーマの院内研修に
て、病院をもっと知ってもらいたい！親しみを持ってもらいたい！「ゆる
キャラはどう？」との提案があった。当初、ゆるキャラ案は研修会だけに
止まっていたが、提案者はスタッフと病棟利用者とともに療育活動の一
環にキャラクター画の作成を取り入れていた。この活動内容を報告する
と幹部会が興味を持ち、病院公認キャラクター運営委員会が発足。院外へ
も活動を PRしようと公募を行った結果、「にっしーくん」が誕生した。
キャラクターの活用方法について、直接触れ合うことで温かさを伝えよ
うと考え、まずは着ぐるみの作成に取りかかった。また、より愛着を持っ
てもらおうと、名前の由来や出身地・性格等を細かく設定し、キャラク
ターと病院との関係性を明確にした。その後、有志を募り自費でTシャツ
や名刺を作成。病院職員内でのキャラクター熱が高まった。いよいよお披
露目となった新外来管理診療棟竣工式では、来賓・出席者・患者・職員
からの驚きと歓喜のなか迎えられ、病棟訪問では行く先々で写真撮影会
となり、面会に来ていた子供達とも触れ合った。その他、院内行事、看護
師募集活動等に多数出演。院外活動では、健康まつりや大竹市駅伝大会へ
応援と PRのために出演し、地域への広報活動の一役を担っている。イ
メージキャラクター「にっしーくん」は、瞬く間に職員に浸透し、次々に
「これを作って欲しい」「これに使ってはどうか」というアイデアが寄せら
れ、多方面で活躍している。これまでのイベントにおける人気ぶりから
も、当院の認知度向上に一定の役割を果たしているが、更なる認知度向上
に向けて取り組んでいきたい。

P2-24-1 医師事務作業補助者による医師業務軽減の効
果と今後の目標

○
さいじょう て る の

西條 輝乃、奥山 亜沙美、伊藤 待子、藤井 恵、佐藤 友紀、
長澤 良相

NHO 仙台医療センター 医師業務支援室

＜はじめに＞
平成 20 年 4 月医師事務作業補助者導入により病棟支援開始、平成 25 年 4
月医師事務支援室を設置し、外来支援・業務支援を開始した。
導入から 6年経過し現在 3部門体制で医師事務作業補助体制加算 15 対 1
を取得している。
＜目的＞
・診断書作成業務は病棟支援係が行っていたが、平成 25 年 8 月より外来
支援係との分担、連携により診療科ごとの支援強化を実施。外来支援開始
後の診断書作成
日数短縮の検証。
・外来医師の事務的業務軽減による患者待ち時間短縮の検証。
・病棟支援チーム制による業務連携の検証と退院サマリ作成支援の実施
状況報告。
＜方法＞
・外来支援開始前後の診断書平均作成日数を診療科ごとに調査した。
・外来医師の事務的業務全体における外来支援業務の割合の調査及び外
来支援係の聞き取り調査により、待ち時間を検証した。
＜結果と考察＞
・外来支援係の設置により一部の診療科を除き診断書作成日数が短縮し
た。
・検査・現病歴・サマリの代行入力等による医師業務の軽減から外来患
者の待ち時間が短縮した。
・病棟支援 2チーム体制での取組みが業務停滞の改善に繋がっている。
＜課題と目標＞
診断書作成日数が年間を通して長期化している担当医師への決定的な対
応策はなく、担当医師事務が苦慮している現状は当面の課題である。
外来支援については医師事務作業補助者の役割を明確にし、今以上に医
師の需要に応えられるような体制の構築が必要だと考えられる。
今後は業務量の均等化と職員研修を行っていくことで、更なる業務支援
の拡大が期待できる。業務の質の向上、医師事務作業補助者の能力向上に
努めていきたい。

P2-24-2 医師医療事務作業補助者にかかる意識調査及
びその対策について～MAのやる気向上を目
指して～

○
みやもと ゆ き

宮本 由季、田中 佑季、横山 佳寿、田島 伊一、沖田 光郎、
下中 直実

NHO 三重中央医療センター 事務部

医師事務作業補助者（以下「MA」という。）は、医師の指示で事務作業の
補助を行う専従の者として、平成 20 年度から施設基準として規定され、
この 6年間において数多くの病院に配置されて活躍している。しかしな
がら、国立病院機構における採用形態は、全ての病院において非常勤職員
事務助手としての採用となっている。そして、この非常勤職員という形態
は、労務管理上いくつかの問題が生じている。当院においても約 30 名の
MAを配置し、外来診療を中心に文書作成等の業務を担っているが、非常
勤職員という短時間勤務者であり、常勤換算すれば約 20 名のみで、必要
業務量及び上位施設基準取得のためには、さらなるMAの確保が必要と
される。主な募集方法は、HP及びハローワークであるが、土地柄確保が
難しい。さらに、非常勤職員という身分から、離職者も多く採用者数を離
職者数が上回る時期もあるなど必要MA数の確保に苦慮している。また、
指定研修終了者の採用も皆無であることから、採用後当院での研修が（32
時間以上）必須とされており、これが負担ともなっているだけでなく、一
部には、研修終了後数ヶ月で離職するなど非効率な面も見受けられる。こ
のような状況下においても、多くのMAは職務に対する意識も高く、診療
部門からも高い評価を受けている。したがって、病院も前向きな改善が必
要とされる。ついては、今回は現在当院に勤務するMAに対して、意識調
査を実施し、MAの意識を及び希望を把握することとした。その調査結果
をもって、病院としてMAがモチベーションをもって勤務し、さらに能力
を向上させ病院経営に貢献できるような職場環境の改善に向けて検討し
た結果を報告する。
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P2-24-3 当院の麻酔科術前診察外来における医師事務
作業補助者の役割

○
お ぐ ま か ず え

小熊 一恵、小澤 章子、今津 康宏、小泉 美枝子、市川 由真、
山崎 悦子、梅本 琢也

NHO 静岡医療センター 事務部

「はじめに」近年、合併症を有する高齢患者の侵襲度の高い手術が増え、
安全な管理のために詳細な術前診察が必要となった。術前評価の質の向
上及び麻酔科医師のマンパワー不足を補うために術前診察外来が開始さ
れ、クラーク（週 32 時間勤務）が配属された。「運営方法」クラーク業務
（これまでは麻酔科医の業務）：手術予定者の家族同伴の診察予約。問診
票記入依頼。患者情報収集。過去の麻酔記録のコピー。診察日当日の時間
調節。同意書の印刷、コピー等。術前診察時の麻酔科窓口業務一般。「現
状」平成 23 年 2 月から平成 25 年 10 月までの 21 ヶ月間の麻酔科管理件
数は 2777 件、予定手術 2140 件、追加、緊急手術 637 件。予定手術で手術
前日に初めて診察する症例はなかった。「考察」常勤麻酔科医からは、1．
患者状態の早期把握が可能となり安全に管理できる、2．事務的作業を省
けるので医療に集中できた、3．時間外勤務量とストレスが激減したと好
評であった。課題は 1．家族の来院回数の増加、2．緊急手術の対応等で患
者を待たせることがあるなどがある。「家族の立場から」麻酔科医が総合
的に診察する点がとても信頼出来た。医療が高度化、専門化し、主治医の
技術の高さや治療に対する熱意を感じると同時に、麻酔科医が全身状態
を判断しリスクについて主治医と再検討する症例を見て、総合科として
の麻酔科の存在を認識した。「まとめ」医学知識の乏しい一般人が、手術
の大きさを認識する点からのスタートとなったが、だからこそ患者の目
線に立てると感じている。これからも医療従事者としての自覚を持ち、診
療科の先生方の診療補助を行い患者さんに還元できるようにしたい。

P2-24-4 造影剤腎症予防プロジェクト立ち上げに参加
して
～医師事務作業補助者の立場から～

○
たかはし みどり

高橋 翠、小川 由美子、田部 準子、結城 秋奈、岡本 隆志、
小田 秀晃、高橋 忠照

NHO 東広島医療センター 統括診療部

【はじめに】
当院では現在、34 名の医師事務作業補助者（ドクターアシスタント以下
DA）が勤務している。業務内容は、主に、外来における代行入力、退院
サマリ及び診断書類の仮入力、電話及び対面での予約変更・管理である。
本年 2月より、『造影剤腎症予防プロジェクト』を立ち上げることとなり、
DAもその業務の一端を担うこととなった。今回は、DAの立場から運用
開始までの経過、浮上した問題点、その改善方法等について報告する。
【取組概要】
造影剤腎症予防プロジェクトは、ヨード造影剤投与による腎機能悪化を
予防することを目的としており、その方法として、造影CT検査前に全対
象患者（緊急を要する場合を除く）の腎機能をチェックするよう運用を変
更した。プロジェクトは、統括診療部長を中心として、診療部、看護部、
放射線科が参加した。当初の計画では、造影CT予定の患者のピックアッ
プと、腎機能未確認分について医師に注意喚起を行うことがDAの役割
であった。その後、運用の見直しを重ねた結果、腎機能チェックはDA
が一部代行するようにするなど、プロジェクトがより合理的かつ効率的
に運用されるよう各部署と調整を行いつつ、内容を変更していった。
【まとめ】
今回は、病院主体のプロジェクトにDAとして関与することで、各部署と
調整しながら進めていくという機会を与えられ、私たちDAにとっては
非常に貴重な経験となった。また、医師の業務代行を認められているDA
の特色を生かした業務内容であり、さらに、確実に医師の負担軽減に繋が
ると実感することが出来た。今回の経験は、病院内にけるDAの役割につ
いて、更なる可能性を感じることができる有意義なものとなった。

P2-24-5 医師事務作業補助者導入の効果

○
お ざ わ よ う こ

小澤 洋子、大城 千恵子、岡元 ゆみ、末吉 紀子、富永 博美、
松永 知佳

NHO 千葉医療センター 医療情報管理室

【目的】当院では平成 23 年 1 月より医師事務作業補助者（以下MA）が配
置され、現在 16 名が業務に携わっている。業務内容は外来診療時の代行
入力、書類作成補助、データ入力、その他に分けられる。平成 24 年の中
医協の調査でも「勤務医の負担軽減策に対して医師事務作業補助者の配
置・増員を導入した施設のうち約 8割が効果があった」と報告されてい
る。そこで、当院での効果を明らかにするために、外来診療時間、書類作
成時間についてMA配置前後を比較した。【方法】1、MAが外来診療時の
代行入力を担当している医師の外来診療時間と待ち時間についてMA配
置前後を比較。2、書類作成時間について、MA配置前後を比較。3 代行
入力・書類作成補助業務について医師の意識調査を行った。【結果及び考
察】意識調査の対象者は当院医師 108 名、有効回答数は 49 名（うちMA
が代行入力を担当している医師は 21 名）であった。「MAの導入後、医師
の事務作業の負担は減った」と答えた医師は 89％であった。外来診療の
待ち時間は、MA配置後 2～23 分の短縮がみられたが、診察時間にほぼ変
化はなく、患者と向き合って診察する時間は確保できているといえる。書
類作成時間は、MA配置後は 0～10 日の短縮がみられた。医師からは「外
来診療は非常に楽になった」、「書類作成の手間が大きく減った」との反
面、「代行承認の手間が増えた（20％）」「文書の内容によっては自分でやる
方が良かった（26％）」とマイナス評価もあった。文書作成能力の向上を
図る必要があり、今後の課題である。【結論】MA配置により医師の事務
作業の負担軽減となっていることが明らかとなった。医師からは業務拡
大の要望もあり、さらに研鑚を積んでいきたい。

P2-24-6 採用1年目の成長記録

○
やまなか み づ き

山中 聖月
NHO 四国がんセンター 事務部 管理課

【背景】著者は平成 26 年 4 月に事務部管理課庶務係に採用され、まだ経験
は浅い。病院という組織や運営や他の職種などを十分に把握していると
は言えない。ここでは、採用 1年目の著者が日々の勤務や研修を通じて、
事務部管理課職員として必要なものは何か、そしてそれを身に着けるた
めに何に取り組んできたかについて、自身の成長記録としてまとめ、報告
する。
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P2-24-7 次世代の事務職員を担う人材育成

○
やまさき たかゆき

山崎 貴元、前田 悟、野崎 義博、兼 生夫、萩野 勝司
NHO 呉医療センター 管理課

【背景】近年、事務職にもやっと人材育成に力を入れつつあり、全国国立
病院事務長会で「事務職員基礎研修プログラム」を作成し、試行的に実施
することとなった。しかしながら、プログラムは基礎的な知識の習得のみ
であり、事務職に求められている「企画力、対応力、調整力等のマネジメ
ント能力など」に応えられるものではなく、人材育成（能力開発）が喫緊
の課題である。【目的】各自の業務内容の問題点の抽出と改善策を講じ効
率化を図る。併せてプレゼン力の向上を図る。【方法】・1年目に、互いの
業務内容を理解しあうため一般職員全員に各自が担当している。業務を
10 分程度にまとめ、毎月の班長係長会議でプレゼン方式の発表会をし
た。・翌年には、各自の業務内容の問題点を抽出し、それに対して改善策
を講じ効率化を図るため取組成果発表会を行った。係長以下の職員 25
名に、手上げ方式で取り組んでもらった。なお、課長・室長・班長・専門
職には、実施者にアドバイスを行い、スタッフとコミュニケーションを取
るようにした。平成 25 年 6 月取り組むテーマの登録平成 25 年 10 月進捗
状況の確認平成 26 年 1 月発表会実施取り組んだもの全員にポスター発
表を行った。発表は平日時間外に行い、優秀者には表彰状を授与した。
【結果・考察】・自分の仕事の振り返るきっかけとなり、その中で必要な
こと無駄なことなどを考え非常に効果的な取り組みとなったと感じ
た。・各自のテーマが達成できるよう真剣に取り組んでおり、素晴らしい
ポスター発表会となった。・身近なことから考えて改善することを取り
組んでいけば、企画力等が身につき次世代を担う人材育成になると感じ
た。

P2-24-8 薬剤科における「戦略マップ」を基本にした人
材育成への取り組み

○
き う ち つかさ

木内 司1、阿部 正博1、都築 大輔1、小林 理枝子1、増田 都子1、
水野 馨子1、中川 典江1、河本 泰宏2、難波 和弘3

NHO 東徳島医療センター 薬剤科1、
NHO 東徳島医療センター 経営企画室2、NHO 岡山医療センター 管理課3

【目的】
薬学部が 6年制となり平成 24 年 3 月に初めて 6年制の学生が卒業し、当
院は平成 24 年 4 月に 1名、平成 25 年に 2名の新卒薬剤師が配属された。
しかし、病院経営の中で薬剤師の業務がどのような位置づけなのか具体
的に理解していなかった。そのため各部署に配布された戦略マップを利
用して、全薬剤師の育成に活用できるかを検討した。戦略マップとは、経
営手法の一種で目標とビジョンを達成するためのシナリオであり、当院
の理念および運営方針を踏まえて、目標を達成するための手順が示され
ているものである。しかし、戦略マップを一読しただけでは理解するのは
難しかったため、戦略マップの構成および内容を把握した後に、薬剤師の
視点で戦略マップを基本に、我々は何をしなければならないか？を検討
して、病院および患者様に必要とされる薬剤師の人材育成に取り組むこ
ととした。
【方法】
戦略マップを理解するため経営企画室長の説明を受けた後、薬剤科会議
で具体的に何が出来るかの検討を行い、戦略マップの説明の前後で全薬
剤師に病院理念と戦略マップに関する意識調査を行った。
【結果および考察】
意識調査の結果、戦略マップの説明前と比較して説明後は、新卒薬剤師も
3年以上経験のある薬剤師も病院経営に寄与するため具体的な内容や方
策が示されて明らかな意識変化が認められた。この意識変化とは、上司か
らの指示を待つのではなく自らアイデアを出しそれを実行することが当
院の理念および運営方針を踏まえた病院経営の中で、目標が達成できる
と理解できた事と考える。
今後はその内容を検証して、さらなる人材育成に取り組む予定である。

P2-25-1 逐次近似応用再構成画像に最適なカーブ
フィッティングの検討

○
にしむら こ う じ

西村 光司、安友 基勝、片岡 弘行、下井 睦男
NHO 四国がんセンター 放射線科

【背景・目的】
これまで我々は、CT装置における新しい再構成技術である逐次近似応用
再構成（以下 IR）画像についての、MTF評価手法を検討してきた。モ
ジュールとのコントラスト差を極端に小さくしたファントムを開発し、
最低線量で撮影した画像を評価する事によって、IR法の特長を捉えるこ
とができることを確認した。また、IR画像のMTFを評価する方法として
は、エッジ法が最も適していることも確認した。しかし、エッジ法におけ
るMTF評価の過程において、LSFを取得するためにエッジデータを微
分する工程があり、画像ノイズによる影響が増幅され、平均法など既存の
手法では低線量画像を評価することが困難なケースも多い。
そこで、最低線量で撮影した画像を適正に評価するための最適なカーブ
フィッティングの手法について検討する。
【方法】
IR法の特長である、エッジ像のオーバーシュートおよびアンダーシュー
トを評価できるフィッティング関数を開発する。数学的には、オーバー
シュートやアンダーシュートのある画像はガウシアン関数を三峰性に重
ね合わせた関数であると仮定し、各々の係数を残差が最小となるように
求める。
【結果・考察】
シュミレーション実験において、本手法を用い、ワイヤー法によって得ら
れた画像をバーチャルスリットでスキャンした LSFにフィッティング
を行ったところ、良好な結果を得ることができた。この結果を応用し、低
コントラストかつ低線量にて撮影されたエッジ像から LSFを求めるこ
とが可能になった。
今後、フィッティングのロジックを改良し、精度を高めるよう研究を重ね
ていきたいと考えている。

P2-25-2 逐次近似応用再構成法を用いたAdam-
kiewicz 動脈撮影について

○
み た つ し ん や

三達 慎也、立石 敏樹、船崎 亮佑、三浦 洋亮、吉川 陽子
NHO 仙台医療センター 放射線科

【背景】近年、CTにおいて逐次近似を応用した再構成法が開発された。こ
の再構成法は、従来の再構成法であるFBP法に比べノイズの少ない画像
を再構成可能であり、かつ画像の解像特性を維持することが可能である
と言われている。そのため、ある程度の線量を必要とするAdamkiewicz
動脈撮影に応用できるのではないかと考え検討を行った。【目的】逐次近
似法によるAdamkiewicz 動脈の描出能の改善について逐次近似応用再
構成法とボリュームフィルターを用い評価を行った。【使用機器】Sea-
mens 社製 SOMATOM Definision Flash Terarecon 社製Aquarius iNtui-
tion【方法】ファントム、臨床において以下の評価を行った。1．SAFIRE
の強度による変化 2．Total Variation 法による変化 3．関数と SAFIRE
の強度による変化 4．SAFIRE の強度とTotal Variation 法による変化【結
果】逐次近似法を用いることによりCNRが改善し、視覚評価にても同様
な結果となった。【考察】SAFIRE で、関数を変えたことにより増加した
ノイズをTotal Variation 法でノイズを低減させることも可能であるが、
組み合わせのバランスには注意が必要である。【まとめ】今回の結果から、
逐次近似応用再構成法を用いることノイズの低減がなされ、Adam-
kiewicz 動脈の描出能の改善されることが確認された。
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P2-25-3 逐次近似再構成法における FOV変化に伴う検
討

○
あいざわ いさお

相澤 功、長谷川 久、三富 正人、北澤 彩、町田 匠、
田村 正樹、服部 和宏

NHO 東京医療センター 放射線科

目的逐次近似応用画像再構成は画像再構成の際に様々な処理を行い，空
間分解能を維持しノイズ低減を可能にしている．今回，Field of view
（FOV）size を変化させた場合のAIDR（Adaptive Iterative Dose Reduc-
tion）3Dのノイズ低減効果を検討した．方法水ファントムをガントリ中心
に配置し，Aquilion PRIME（Toshiba）で複数回撮影した．撮影条件はFBP
にて CT�AEC（＋）設定 SD20 になるよう設定し画像を取得した．FOV
size は 50mmから 350mmまで 50mmステップで変化させ，各FOV size
に対し処理強度を変化させた画像の面内 SD値を比較した．結果AIDR
3D処理強度が同じ場合，FOV size が変化しても面内 SD値の大きな変化
は認められず，同等の挙動を示した．また，処理強度が変化した場合，処
理強度が高くなるにつれて面内 SD値は低くなり，FOV50mmと 350mm
を比較するとノイズ低減効果は約 10％差が生じた．考察AIDR 3Dは投
影データまたは画像データに対して 3次元的な処理を施すため，voxel
size も一因として関与していると考えられる．本検討条件においてFOV
size 変化させた場合，FOV size と AIDR 3Dにはあまり関与せず，処理強
度には影響を与えると示唆された．しかしながら，検討条件を変化させさ
らなる検討必要であると考えられる．

P2-25-4 当院における逐次近似応用再構成搭載CTの
画質評価の検討

○
た ぐ ち よしあき

田口 好晃、斉藤 剛、瓜本 奏太、齊藤 公平、北條 良男、
北川 一仁、浅田 敏夫、河合 陽

NHO 栃木医療センター 放射線科

【背景】
当院では昨年度のCT更新時に、新たに東芝社製の逐次近似応用再構成（以下AIDR3D）搭載
80 列 CTを導入した。
このAIDR3Dの使用法は、大きく 2種類ある。撮影する際に 4段階に分けて被ばく低減を行っ
て撮影する方法。撮影後の後処理として、4段階に分けたノイズ補正を行う方法がある。
これらを使用する際に、どれくらい画質へ影響するのかを理解して、臨床へ使用する必要がある
と考える。
【目的】
従来のFBP法のみの場合と、AIDR3D使用時の画質評価（主にノイズ評価）を行い、理解を深
める。
【使用機器】
○東芝社製 80 列 CT ○水ファントム ○ImageJ
【方法】
1．撮影時のAIDR3D使用の評価
撮影条件は、120kv、SD値 10％とし、PFと回転時間を一定にする。AIDR3Dの使用無しと使
用した 4段階、計 5回に分けて水ファントムを撮影し、処理を行う。ImageJ にて SD値とNPS
を測定。
2．撮影後のAIDR3D使用の評価
撮影条件は、120kv、PFと回転時間を一定にする。mAs値は 1で出た数値を使用して、水ファ
ントムを 5回撮影。AIDR3Dの使用無しと使用した 4段階、計 5回に分けて再構成を行う。合
計 25 回の処理をする。ImageJ にて SD値とNPSを測定。
【結果】
1．SD値とNPS共に、5段階でばらつきが少しあった。mAs値はAIDR3Dを強くすれば低く
なった。
2．AIDR3Dを強めると、SD値とNPS共に低下傾向にあった。
【考察】
AIRD3Dを強くすることで線量を下げる事が可能だが、低周波成分のノイズの影響で SD値の
ばらつきが生じたと考えられる。
また、SD値とNPSの高周波成分の低減から、AIDR3Dを強くする事でノイズ低減も強まる事
が証明出来た。
【結語】
これらの評価を踏まえて、今後は視覚評価を行い、部位毎にAIDR3Dの評価を行う必要がある。

P2-25-5 3D�CTAにおける逐次近似応用再構成法を用
いた小焦点撮影の検討

○
にしかわ み ね お

西川 峰生、森川 進、新家 睦巳、小田 晴義、西野 敏博、
伊藤 篤、片倉 和雄

NHO 京都医療センター 放射線科

【目的】
当センターではこれまで逐次近似応用再構成法（以下 iDose4）を使用す

ることにより線量低減に努めてきた。その線量が小焦点でも出力可能な
線量であることから、小焦点を用いた 3D�CTAの臨床への適用について
検討する。
【方法】
1．ワイヤーファントムを撮影し、大焦点（焦点サイズ 1.1×1.2mm）、小
焦点（焦点サイズ 0.6×0.7mm）のMTFを比較する。
2．Catphan CTP591 モジュールを撮影し、大焦点、小焦点の Z軸方向の
MTFを比較する。
3．模擬ファントムを撮影し、作成した 3D画像を比較する。
4．臨床例における大焦点、小焦点で撮影した 3D画像を比較する。
【結果】
1．MTFは小焦点の方が高い値を示した。
2．Z軸方向のMTFは小焦点の方が高い値を示した。
3．模擬ファントムの画像において小焦点の画像の方が微小な部分まで描
出されていた。
4．臨床の 3D画像は小焦点の画像において末梢血管の描出が向上してい
た。
【考察】小焦点を用いて撮影することにより分解能の向上が図れたが、最
大出力線量および最大許容負荷の減少により撮影プロトコルに制限が発
生した。体型が大きい場合ではノイズを低減しきれない可能性もあり、適
応には基準を作成する必要があると考える。
【結語】小焦点によるCT検査を実施することにより、微細な血管の描出
能の向上が認められた。3D�CTAを撮影する場合において末梢血管の描
出が向上する本撮影は非常に有用であるといえる。

P2-25-6 東芝AquilionONEでのメタルアーチファク
ト抑制機能SEMARに関する報告

○
い ち い ゆ う き

市井 佑樹、津牧 克己、藤原 康人、水上 慶一
NHO 名古屋医療センター 放射線科

【目的】AquilionONE Ver.6 へのアップグレードのよりメタルアーチファ
クト抑制機能 SEMARが追加された。 実際に SEMARを使用した結果、
有用性と問題点があり、検証する必要性を感じた。【方法】義歯、コイル、
人工関節、創外固定などのアーチファクトが強いいくつかの例を対象に
する。それらについて SEMARの使用有無での比較と検証をする。
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P2-25-7 術後腰椎CT撮影時に発生したアーチファク
トの改善

○
まえがわ のりひこ

前川 則彦、井上 賀仁、細川 徹、福本 真司、松本 佳久、
大竹野 浩史、小西 佳之

NHO 大阪医療センター 放射線科

【目的】当院では腰椎固定術を行う全症例に対して，手術前後にCT撮影
を実施している．現在，日常業務で異なる 2社の CT装置を使用している
が，一方のCT装置でのみ椎体間に挿入された椎体間固定用ケージ Pro-
Space（以下スペーサー）周囲にアーチファクトが確認され，診断に影響
を及ぼしている．そこで，今回アーチファクトを低減する事が可能な適正
条件の検討を行う．【方法】はじめにスペーサーを封入した自作ファント
ムを検出器素材の違いによる検討を行うため，GE社製の 2機種Discov-
ery 750HDと OptimaCT580Wを使用し，臨床条件で撮影を行った．次に
撮影条件（管電圧，ヘリカルピッチ，RotationTime 等）を変化させて自
作ファントム撮影し，その影響を視覚評価とプロファイルカーブを用い
て評価した．最後にアーチファクトが確認された臨床画像を様々な再構
成関数を用いて再構成を行い，再構成関数による影響を調べた．【結果】
検出器の違いによる検討では，2機種で同様のアーチファクトが確認され
た．また撮影条件を変更させた検討では，ヘリカルピッチを変化させると
視覚評価，プロファイルカーブ共にアーチファクトが低減していること
を示した．再構成関数を変更した検討では，再構成関数を変更する事で
アーチファクトが低減した．【結語】術後腰椎CT撮影において，再構成
関数を変更することでアーチファクトが低減され，異なる 2社の装置間
で差のない画像提供が可能となった．

P2-25-8 寝台高さ補正の有無により自動菅電流変調機
能がCT検査線量に及ぼす影響

○
さ い き しゅうへい

佐伯 周平、福留 友里恵、亀田 賢治、田淵 修一
NHO 岡山医療センター 放射線科

【背景】CT装置において体厚により管電流が変化する自動管電流変調機
能が備わっている装置があるのはよく知られているが，近年，寝台高さを
補正することにより撮影時の線量を一定に保つ装置も存在している．医
療被ばくの低減が叫ばれる今，常に適正線量で検査することが望まれて
いる．【目的】当院で稼働している 2台の CT装置（Aquilion 64，Aquilion
ONE：東芝社製）において自動管電流変調機能が備わっているが，Aquil-
ion 64 には寝台高さによる補正が入っていないためポジショニング時の
寝台高さによって線量が変化する．両者を比較することで適正なポジ
ショニングの重要性を知る．【方法】CTDI 用チェンバを用いて，寝台高
さを変化させた状態で 2台の CT装置の線量を測定し，比較検討する．
【結果】Aquilion 64 では高さ補正が入っていないため寝台高さによる線量
の変化が見られたが，Aquilion ONEにおいて変化は見られなかった．【結
論】寝台高さ補正のある装置も存在するが，装置によらず常に最適なポジ
ショニングをすることが適正線量で検査を行うために必要だと思われ
る．

P2-26-1 CTMTAと VSRADを比較検討

○
み う ら し ろ う

三浦 士郎、小林 信周、吉田 光宏
NHO 北陸病院 放射線科

【目的】認知症診断における頭部CTを用いた側頭葉内側の萎縮率
（MTA）の尺度の有用性を評価する。【方法】対象は、当院認知症疾患医
療センター受診し、頭部CT、頭部MRI、心理検査を施行しえた患者 132
例（アルツハイマー病（AD）の被験者 73 名（男性 28 名、女性 45 名、平
均年齢 78.9 歳）、非アルツハイマー病の被験者 59 名（男性 28 名、女性 31
名、平均年齢 77.7 歳））。MTAは、頭部CT冠状断を用いて評価し、頭部
MRI による早期AD診断支援システム（VSRAD）の側頭葉内側萎縮度と
の相関を検討する。【結果】VSRADによる側頭葉内側萎縮度と頭部CT
によるMTAのスコアは、有意な相関を認めた。【結論】頭部CTによる
MTAの視覚的評価は、頭部MRI を用いたVSRADの側頭葉内側萎縮度
とよく相関し、側頭葉内側萎縮の評価に有用である。通常の認知症診断に
おける側頭葉内側萎縮の評価には、頭部CT冠状断を用いることで、対応
可能である。

P2-26-2 Autopsy imaging（Ai）におけるシステム構
築 ―死後CT検査実施の現状と改善―

○
お ざ き し ん や

尾崎 槙哉、北口 貴教、山本 静成
NHO 熊本医療センター 画像診断センター

医療現場ではこれまで、死因不明遺体への対応が不十分なことが大きな
問題となっていた。そこで死因究明手段として、遺体をCT装置などで撮
像する死亡時画像診断（Autopsy imaging : Ai）が注目されている。各医
療団体をはじめ厚生労働省も 2011 年に「死因究明に資する死亡時画像診
断の活用に関する検討会」報告書が発表されるなどAi の必要性について
検討を始めAi の社会的な認知と普及が進んでいる。Ai は画像情報であ
るから随時画像閲覧が可能であり客観性に優れる検査である。それに加
え、実施から結果まで解剖に比べ短時間できるという点が近年広く日本
社会に普及している要因である。また、日本放射線技師会ではAi 活用検
討委員会（平成 20 年 11 月）を立ち上げAi にかかる諸課題に取り組む第
一歩として、実態調査を行ったところ 134 施設でAi の実施が確認され
た。しかし施設内部での運用ルールの取り決めがなされていない施設が
89％という、日本全体でのAi 実施の実態が浮き彫りになっている。Ai
の普及が進む現在、社会的要求への対応と課題に向けて各施設間で死後
検査Ai のシステム構築は不可欠であると考える。そこで今回、院内Ai
に関してシステム構築を検討した。まず検査前における問題点の抽出を
し、それに対する改善策・課題を明確にした。検査の実際としてAi の診
断能向上を図るために、遺体に対する撮影プロトコルの検討を行い画像
の標準化を図った。検査後においては、感染等を含めた他患者に対する配
慮といった対応を考察し改善を図った。
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P2-26-3 CT画像とCT like Imaging 画像の比較検討

○
かりまた しょうへい

狩俣 昌平、鳩野 直也、石井 雅量、宮榮 克孝、近藤 匡史
NHO 高知病院 放射線科

【目的】2014 年 3 月、当院に SIEMENSE社製の血管撮影装置 Zee BA
Twin が導入された。この装置にはCT like Imaging 機能があり、血管撮
影中に短時間でVR画像や、MIP 画像を提供することができる。今回、
IVR施行前に撮影した造影CT画像とTAE施行中に撮影したCT like
画像を比較検討した。【方法】使用機器は、CTは TOSHIBA社製Aquil-
ion64 を用いて、血管撮影装置は SIEMENSE社製 Zee BA Twin を用い
た。VR画像の作成はCT like 画像は syngo×WPを、造影 CT画像は
VINCENTを使用した。TAEを施行した患者の術前造影CT画像と、術
中CT like 画像の横断像とVRの視覚評価を行った。また画像を比較して
アーチファクトの発生等も考察し、CT画像と CT like 画像の有用な使用
方法も検討した。【結果】横断像はCT like 画像において肝動脈内で造影剤
のアーチファクトの影響が強く出ていた。また、腹部大動脈から腹腔動脈
移行部でアーチファクトが強かった。VR画像は CT画像に比べCT like
画像の方が末梢の血管まで抽出されていた。【考察】術中のCT like 画像に
おいてCTの造影画像に比べ血中の造影剤の濃度が高いため造影剤によ
るアーチファクトの影響が大きかったと考えられる。同様の理由でVR
画像を作成する際、CT like Imaging 画像のほうが末梢の血管まで抽出で
きたと考えられる。【結論】CT like 画像は IVR手技中に撮影できその場
でより詳細な 3D血管画像を短時間で作成することができる。だが、今回
比較した結果術前CT画像も有用であることが再確認できた。

P2-26-4 筋ジストロフィー患者のCTによる内臓脂肪
測定についての検討

○
おおさか こ う じ

逢坂 耕司1、坂爪 瑞樹1、安藤 伸哉1、長畑 史子1、高田 博仁2

NHO 青森病院 放射線科1、NHO 青森病院 神経内科2

【目的】当院ではメタボリックシンドロームのチェックを目的とした腹部
CTによる内臓脂肪検査を実施している。筋強直性ジストロフィー患者
（MyD）等の神経筋疾患患者における検査では、四肢変形によるポジショ
ニングや解析時の脂肪変性した筋の処理等が問題になる。正確な内臓脂
肪測定を行うため、これらの問題点について検討した。【方法】対象は 2008
年～2013 年に当院で内臓脂肪測定検査を受けたMyD患者 21 例（男性 10
例、女性 11 例、平均年齢 49.0 歳）検査回数は 1年以上の間隔をおいて 3
回以上、患者によって異なった。使用CT装置は SIEMENS社製 SO-
MATOM Emotion6、使用ワークステーションはTeraRecon 社製
Aquarius NetStation Ver 1.5 である。CTスキャンにて臍レベルを撮影
し、ワークステーションにて計測するスライス断面を決定、皮下脂肪と内
臓脂肪の面積を測定、腹囲の推移と共に患者ごとに経年で比較した。【結
果】一部の患者において測定値の推移に大幅な変動が認められた。これら
では、当該年度とその前後におけるCTスキャン時のポジショニングに
違いがあった。また、ワークステーションにて内臓・皮下脂肪を抽出する
際のROI の取り方にバラつきがみられ、内臓脂肪のエリアに腹壁の筋や
大腰筋も含まれて過大評価されていた例があった。さらに、計測するスラ
イス断面に再現性がなく、前回と異なる位置で測定されていた例もあっ
た。【結論】MyD等の CT内臓脂肪測定に際しては、ポジショニングに注
意が必要である。画像解析にあたっては、筋の脂肪変性を考慮して注意深
く脂肪のエリアを決定することが重要である。

P2-26-5 内臓脂肪測定におけるX線CT装置の最適撮
影条件の検討

○
た な か としひろ

田中 敏博、関根 了、祢津 将也、田口 浩文、藤本 幸宏
NHO 甲府病院 放射線科

【目的】当院に 3月から内臓脂肪測定ソフトが導入された。通常現行のCT
では自動露出機構（AEC）が搭載されており、必要な画質を得る為のX
線量をコントロールすることが可能である。しかし、内臓脂肪測定ソフト
のみの撮影になると腹部の一断面ということもあり、AECを作動させる
ことが困難になる。そこでAECを使用せず必要な画質を最適なX線量
で得る為に、体格に応じた撮影条件を検討する。【方法】内臓脂肪測定ソ
フトに任意に水ファントムの画像ノイズを乗せた画像を取り込んで計算
処理を行い、正常な画像処理が行われる画質を検討する。今回画像を評価
する上で比較項目は画像 SDとし、合成画像より数点ROI を測定してそ
の平均とした。画質の目的 SDが決定したら、CT装置本体のAECソフト
に入力して様々な体格の被験者に撮影は行わずに必要なX線量のみを
チェックする。得られたデータから性別、体厚等でデータのテーブルを作
成する。【結果】ノイズ付加の実験より、総脂肪量、内臓脂肪量、皮下脂
肪量の値はノイズ量が増加するほどに低下していく。通常の撮影条件か
らの値より 15％以上値が離れると処理結果が大きく異なる。体格の誤差
を考慮して測定値が 10％の差異に収めるように SDを設定し、SD25 と
決定した。決定した SDより体格のデータを集め、テーブルを作成した。
【結論】必要な画質を最適なX線量で得る為に、体格に応じた撮影条件を
検討した。得られたテーブルを使用してボランティアの計測を行い得ら
れた画質と計測結果は良好である。

P2-26-6 PTPシート誤飲患者における放射線科検査の
有用性

○
からふじ しげる

唐藤 茂、林原 典子、東谷 秀憲、荒木 孝之、山口 美隆
NHO 南岡山医療センター 放射線科

1．目的・背景
薬の包装シートを PTPシート（Press through Package）と呼ぶ．薬を内服する際，PTP
シートをうっかり誤飲した患者が来院した．まず，CT検査を施行したが PTPシートは
確認できなかった．その後，内視鏡検査で胃内に PTPシートが確認されたので除去した．
PTPシートをCT画像で確認できなかった原因を特定し，放射線科において有用な検査
法があるかを検討する．
2．検討方法
①各 PTPシートを単純撮影，CT検査を行い検討した．
②MRI 検査では診断に有用な画像を得られるのか同様に検討した．
＊PTPの材質には塩化ビニル（PVC），ポリプロピレン（PP），環状ポリオレフィン・コ
ポリマー（COC）にアルミ箔の付いた 3種類のものを使用した．
3．検討結果
単純撮影で撮影したところ，PVCはシートの辺縁を確認する事が出来たが，PPと COC
は確認できなかった．
CT検査では PVCはシートが白く high density に写ったが，PPと COCは写らなかっ
た．未開封の PTPシートを使用したので，それぞれ high density の錠剤の周囲に空気像
を認めた．
MRI 検査では全ての PTPシートで画像に歪みが見られ，磁場の不均一が生じたことを
確認した．
4．考察
PTPの材質には幾つか種類があり，それぞれX線透過性が異なることが分かった．本症
例はX線透過性の高いポリプロピレン素材の PTPシートを誤飲していたため，CT画像
上で判別できなかったと考えられる．誤飲していた PTPシートの材質が PVC，もしくは
錠剤の周りの空気像を認めていれば位置の同定ができ，CT検査は有用でると考えられ
る．
MRI 検査で生じた画像の歪みはアルミ箔が原因で，歪みの場所から位置の同定も可能だ
と考える．アルミ箔は非磁性体のため検査自体は可能とされるが，発熱をできるだけ抑制
させるような撮像方法が必要とされる．
5．結語
現在まで PTPシート誤飲におけるCT検査は有用であると考えていた．しかし条件に
よっては特定できない場合があることが分かり，今回検討したことを踏まえたうえで検
査を施行する必要があると感じた．
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P2-26-7 肝腫瘍精査におけるDynamic�CT

○
ま き た じゅん

蒔田 潤、佐藤 善彦、松田 雄一朗、瀬古 寿光、川岸 史和、
廣瀬 史佳、嶋田 博

NHO 三重中央医療センター 中央放射線室 診療放射線技師

【目的】当院では肝細胞癌（HCC）が疑われTACE予定の症例では、分化
度によって性状が異なるHCCの確定診断に、MDCTを用いて CTAP、
CTHAを施行している。今回、動注Dynamic�CT検査を追加することで、
限局性結節性過形成（FNH）とHCCの鑑別を試みたため報告する。【導
入】肝右葉の 2cm大の FNH疑いの患者に対しDynamic�CTを試みた。
CTAP，CTHAを行った後、呼吸停止下に腫瘍部の連続撮影を行った。使
用機器はAquilion 64 MDCTで、管電圧 120kV、mAs175、FOV320mm、
スライス厚 0.5mm、再構成間隔 0.25mm、撮影時間 15 秒、とした。カテー
テル先を右肝動脈に留置し、ヨード濃度 240mg�ml の造影剤を流速 0.8
ml�s、流量 6ml、8 秒間で注入した。腫瘍域にFNHに特有とされる車軸
様の血管分布は確認できなかった。【考察】肝腫瘍の性状評価には、造影
CT、造影MRI やソナゾイド造影超音波などの診断能が高く、これらは血
管撮影と比較すると侵襲性が非常に少なく、被曝も少ないため日常検査
では第一選択として実施されている。しかし、腫瘤の質的診断が困難で、
血管撮影検査が選択された際には、CTAPや CTHAに加えてMDCTに
よる動注CTでは腫瘍内部の性状評価がより詳細に行え診断に寄与する
可能性がある。FNHは車軸様血管分布が特徴とされ、動注Dynamic�CT
の併用はHCCを含む鑑別診断に貢献するものと期待される。64 列
MDCTでは、一度に撮影できる厚さが最大 32mmであるため、この径を
大きく超える腫瘍では内部血管の評価が難しく、さらに患者の完全な呼
吸停止が求められるといった制約はある。【結論】肝腫瘍に対して、血管
撮影検査や IVR併用予定での血管撮影検査の場合であれば、動注Dy-
namic�CTを追加しより質の高い診断情報が得られる可能性がある。

P2-27-1 1.5T�MRI 装置における4D�PCを用いた非
造影鎖骨下動脈撮像の検討

○
くまがい ゆ う と

熊谷 佑都、浅原 徹、久保 英文、本荘 竜也、姫野 敬
NHO 呉医療センター 中央放射線センター

［背景および目的］当院での非造影MRI 検査における鎖骨下動脈の撮像
には、TRANCEや TOFを用いていた。しかし、TRANCEでは体動によ
るサブトラクション画像の位置ずれ、TOFでは複雑な血管走行による描
出低下などの問題点があった。そこで今回われわれは、それらの問題を解
決するために、3D�PC を心周期と同期してデータを収集した 4D�PC 非
造影鎖骨下動脈撮像の基礎的検討を行ったので報告する。PC法は動脈と
静脈の両方を描出することができるが、動脈が静脈に比べて優位に描出
する画像を簡易的に得るために、PPU（脈波同期）を用いて測定を行った。
［使用機器］PHILIPS 社製Achieva 1.5T、16 チャンネル SENSE NVコイ
ル［方法］本実験の趣旨を説明し同意の得られた健常ボランティアを対象
に検討を行った。【1】2D Q�flow で鎖骨下動脈短軸像を撮像し、鎖骨下動
脈の最大血流速を測定した。その測定した最大血流速の 80％～150％の
範囲で、Velocity Encoding（VENC）の値を変化させて 4D�PC 撮像を行っ
た。【2】Slice Thickness を 1.5mm、Heart Phase を 12 に固定してTFE
Factor を 3～7 の範囲で変化させて 4D�PC 撮像を行った。【1】および【2】
で得られた画像に対して、鎖骨下動脈の描出能を視覚評価した。［結果お
よび考察］VENCと TFE Factor を最適な値に設定することにより、非造
影鎖骨下動脈の描出能を向上させることができた。よって、4D�PC は臨
床においても鎖骨下動脈の撮像に使用できると考える。ただし撮像時間
の短縮や、より高精細な画像の提供に関しては、ほかの詳細なパラメータ
の検討が必要と考える。

P2-27-2 拡散強調画像を用いた相対温度測定の試み

○
お か だ あつひこ

岡田 敦彦1、北山 亜樹1、乾 真有1、室屋 隆伸1、梶原 敏郎1、
福本 真司1、松本 佳久1、大竹野 浩史1、小西 佳之1、栗山 啓子2

NHO 大阪医療センター 放射線科1、
NHO 大阪医療センター 放射線診断科部長2

目的
当院MRI 検査において熱感を訴えられる場合があり，撮影条件改善の為
にも体内温度の測定を行う必要があった．論文1によればDiffusion
Weighted Image（DWI）より得られるApparent Diffusion Coefficient
（ADC）は物質の温度や粘性により変化し温度との関係性があると報告さ
れている．そこで今回，当院MRI 装置において測定用ファントムの作成
と温度変化の相対測定を試みた．1日本放射線技術學會雜誌 65（11），
1485�1493, 2009�11�20
方法
MRI 装置は Philips 社製ACHIEVA 1.5T 撮影コイルは SENSE Body coil
（4ch）を使用した．自作ファントムは体幹部を想定し，310×248×100
mmのポリプロピレン製容器に寒天を充填したものに粘性の異なる 5つ
の試料（生理食塩水に誤嚥防止用とろみ剤を添加したもの）を並べた．自
作ファントムを 55℃まで加温を行い 35℃まで 5℃毎にDWI を撮像し
装置の自動計算で求めたADC値から温度との関係を見た．
結果
ファントムの温度が高くなるほどADC値は大きくなる傾向にあり，温度
とADC値の関係が確認できた．また，粘性の違いによりその傾きには違
いが見られ，5つの試料の中で最も直線性が優れていた 3.75％濃度の粘
性を持つ試料の傾きは r2＝0.996 となり良好な温度との相関が得られた．
結語
今回，当院MRI 装置においてもADC値は温度変化を反映することが確
認できた．今後，温度変化に適した粘性を持つファントムを用いてADC
値を測定することで間接的に体内の温度変化を知ることが可能になると
考える．

P2-27-3 15ch Head coil、20ch HeadNeck coil の
形状、コイル配置の違いによる感度分布の違い

○
はまはた ひろゆき

濱畑 博之、片岡 弘行、川口 達也、西村 光司、小田 雄三、
下井 睦男

NHO 四国がんセンター 放射線部

【目的】当院で使用しているHead coil 及び HeadNeck coil は共にチャン
ネルフリーのコイルであり、15ch30cmと 20ch45cmでチャンネル当たり
にカバーしている範囲に違いがある。臨床で使用するに当たり、感度分布
を調べコイルの特徴を把握する。【方法】使用機器 PHILIPS 社製 Ingenia
3,0T dsHead coil 及び dsHeadNeck coil ファントム：水ファントムコイ
ルの全領域に渡り感度分布を調べるために領域内を満たす水ファントム
を使用した。これを頭頸部に見立て、T1強調画像にて全領域の axial 像
colnal 像 sagtal 像を 10 枚ずつ撮像した。これをもとにサブトラクション
をかけ SNRmap を作成した。コイル配置を調べ、両者の感度分布よりコ
イルごとの特徴を検討する。またボランティアによる頭頸部画像を撮像
し視覚評価を行った。【結論】得られた感度分布により共に頭頂部の感度
が極端に悪い事を認めた。コイル配置を調べた結果コイル先端部分では
コイルの感度にムラがあることが分かった。又HeadNeck coil には患者
の顎に当たる範囲に感度の低下を見た。これはコイル配置を調べた結果
顎の部分のコイルがHeadcoil の場合 3つでカバーしているのに対し、
HeadNeckcoil は 2 つでカバーしているためだと考えられる。
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P2-27-4 自作 sat pad による乳房MRI における脂肪
抑制の試み

○
なかはら しょう

中原 翔、生天目 純、下地 洋平、小林 幸史、上原 宏
NHO 高崎総合医療センター 放射線科

目的：近年、MRI により乳腺腫瘍の広がり診断をする機会が多くなって
きている。その撮影法においては均一な脂肪抑制をかけることが重要で
あるが、凹凸な形状な故に脂肪抑制が均一にかかりづらい部位でもある。
そこで頸部の脂肪抑制において有用である米 pad sat を作成し、乳房
MRI での効果を検討した。方法 1：仮想乳房ファントムによる自作 pad
sat の脂肪抑制の有用性について 350ml のペットボトルにサラダ油と水
を 1 : 1 で封入して仮想乳房ファントムとし、自作 pad sat の有無による
脂肪抑制の均一性について目視にて評価した。方法 2：実臨床での乳房
MRI での自作 pad sat の脂肪抑制の有用性についてボランティアの被験
者において自作 pad sat の有無による脂肪抑制の均一性を目視または変
動係数にて評価した。結果：方法 1において自作 pad sat を用いた場合と
ない場合とを比較して、均一に脂肪抑制がかかっていることが確認出来
た。また、被験者の撮影でも個人差はあったが、ファントム撮影時と同様
の結果が見られ乳房MRI においても自作 pad sat は脂肪抑制において有
用だと考えられる。しかし、ペットボトルによるファントムに対しては問
題がなかったが、実臨床においては自作 pad sat によって違和感を感じた
り、乳房の形を変形させる恐れがあると示唆された。結論：乳房MRI
における脂肪抑制において米による自作 pad sat の使用は均一な脂肪抑
制をかけることに対して有用だと示唆される。しかし、乳房は頸部とは違
い個人差が大きく形が不規則なので、pad sat の配置などの工夫が必要で
あると考えられる。

P2-27-5 MRI 対応ペースメーカリード先端部に発生す
るアーチファクトの検討

○
う え き わたる

植木 渉、東野 由樹、山本 匠、大西 義隆、安達 睦、
佐野 敏也

国立循環器病研究センター 放射線部

【目的】近年、MRI 対応ペースメーカの普及に伴い、植え込み後に心臓
MRI 検査が行われている。しかし、リード先端部のメタルアーチファクト
が画像評価の妨げになっている。そこで、4社のペースメーカリード先端
部のアーチファクトについて検討する。【方法】ASTM規格のアーチファ
クト測定用ファントムを参考にして、各社のタインド型（BIOTRONIC
社・Medtronic 社・Boston 社）、およびスクリュー型（ST.JUDE社・
BIOTRONIC 社・Medtronic 社）のリードを固定した状態で、蒸留水にて
希釈したガドリニウム造影剤溶液に浸し、自作ファントムを作成した。SI-
EMENS社製 1.5TMRI 装置を使用し、心臓MRI 検査に用いられる true-
FISP 法と FLASH法で撮像し、リード先端部のメタルアーチファクトの
面積を Image J のソフトで計測した。【結果】スクリュー型ではMed-
tronic 社・BIOTRONIC 社・ST.JUDE社の順にアーチファクトの面積
が小さく、タインド型ではBoston 社・BIOTRONIC 社・Medtronic 社の
順に面積が小さかった。また、スクリュー型、タインド型ともFLASH
法より trueFISP 法のアーチファクトの面積が小さかった。【結論】MRI
対応ペースメーカリード先端部に発生するアーチファクトは、ペース
メーカ機材により大きさが異なる。そのため、ペースメーカ植え込み後に
心臓MRI 検査を行う可能性がある疾患の場合は、機種を選定する判断材
料の 1つになると考えられる。また、アーチファクトを抑えるため、撮像
シーケンスを考慮する必要があると考えられる。

P2-27-6 下垂体MRI 検査時における脈拍アーチファク
ト低減を目的とした血管信号抑制パルスの検
討

○
あ ら い み き

荒井 美紀、白川 美麗、萩原 典明、伊藤 唯、島貫 貴観、
加藤 芳人、安保 勝裕、熊谷 広和、谷島 義信

国立国際医療研究センター 放射線診療部門

【背景・目的】MRI 検査の下垂体撮影において、特に造影後の脈拍による
アーチファクトは画像診断に影響を及ぼす場合がある。対策としてプレ
サチュレーションの使用や、位相方向の変更などがあげられる。今回、当
院で稼働中のMRI 装置のバージョンアップに伴い、血管信号の抑制を目
的としたMPGパルスが使用可能となった。本研究では下垂体造影MRI
検査時に問題となる上矢状静脈洞からの脈拍アーチファクトの低減効果
を比較検討した。【方法】装置は SIEMENS社製 1.5T�MRI MAGNE-
TOM AVANT Ver.VB19A、Head Coil を使用した。撮像条件はTR�TE :
500�11msec，Phese dir : AP，Orientation : Sagittal、FOV : 160mm、Slice :
11、TA : 2’38 である。実際の下垂体造影検査時に血管抑制パルスを使用し
た場合と使用しなかった場合で比較した。なお、本研究について十分に趣
旨説明を行い、同意を得られた患者数名により検討を行った。【結果・考
察】当院では造影後の脈拍アーチファクト低減目的に SATを用いていた
が、MPGパルスを使用した血管信号抑制パルスを付加することでより簡
便に上矢状静脈からのアーチファクトを低減することが確認できた。【結
論】下垂体造影MRI 検査時に問題となる上矢状静脈洞からの脈拍アーチ
ファクトは、血管抑制パルスを使用することで効果的に低減可能である。
このパルスは下垂体に限らず他部位の脈拍アーチファクト低減や、3D
撮像において問題となるBright Blood に有用であることが示唆された。

P2-28-1 乳糜胸を目的としたリンパ管シンチグラ
フィー～漏出部位が確認できた1例とできな
かった1例～

○
た な か だ い ご

田中 大吾、上田 良、清田 華奈子、中川 晴樹、鎌野 心、
小畑 慶己

NHO 岩国医療センター 放射線科

乳糜胸は、胸管から漏出した乳糜（腸管からの脂肪球を含むリンパ球）が、
胸腔内に貯留した状態である。原因は先天性、外傷性、非外傷性に分類さ
れ、呼吸困難をきたす。このたび、胸部外科手術後に乳糜胸水を認めたた
め、リンパ管シンチグラフィーが依頼された。短期間に 2例あったが、漏
出部位が確認できた 1例とできなかった 1例を経験したため報告する。
方法漏出部位を確認するには、RI と CTのフュージョンが必要である。確
認できた症例ではフュージョン機能が合ったが、確認できなかった症例
ではうまく合わなかった。このことに対し、フュージョン機能をうまくあ
わせるためにマーカーを作成することとした。結果・考察当日報告する
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P2-28-2 欠損ファントムを用いた脳SPECTにおける
収集時間の違いが統計解析画像に与える影響

○
てらかわ ゆうすけ

寺川 裕介、西村 圭弘、藤崎 宏、清水 彰英、村川 圭三、
山口 浩司、佐野 敏也

国立循環器病研究センター 放射線部

【目的】脳血流 SPECT検査は，脳の血流評価に用いられており，近年で
は，統計解析を使用し，認知機能障害の診断や治療効果判定に利用されて
いる．認知機能障害患者や高齢の患者にとって，長い検査時間は身体的・
精神的苦痛が大きいため可能な限り短時間での検査終了が望まれる．そ
こで我々は，欠損ファントムを用いた脳 SPECTにおける収集時間の違
いが統計解析画像に与える影響について検討した．【方法】ホフマン 3D
脳ファントムの側頭葉と視床部に欠損を作成し，3検出器型ガンマカメラ
（東芝GCA�9300R）にて 60 分間連続反復回転収集を行った．得られた
データより 0分から 5分・10・15・20・・・60 分間の 5分間刻みに分割
し再構成した．これらのデータを用いて，three�dimensional Stereotactic
Surface Projections（3D�SSP）で処理し統計学的集積低下域を ImageJ
にて調べた．3D�SSP の正常データベースは，欠損のない同ファントム 5
から 60 分間のデータを用いた．【結果】SPECT収集時間が短時間になる
につれ，統計学的低下域が増加傾向を示した．また，欠損作成以外の領域
においても低下域が多くなり，特に収集時間の短い 5分収集のデータは
その傾向が大きくなった．【結論】脳 SPECTにおいて収集時間の違いが
統計解析画像に与える影響は，収集時間の短縮により欠損部やそれ以外
の領域においても統計学的低下域が増加し過大評価する可能性がある．

P2-28-3 3検出器型SPECT装置における頭部撮像条
件（短時間収集）の基礎的検討

○
さ と う かずのり

佐藤 一徳、藤崎 宏、寺川 裕介、濃野 祥史、中舎 幸司、
清水 彰英、西村 圭弘、徳 俊成、村川 圭三、佐野 敏也

国立循環器病研究センター 放射線部

【目的】2013 年、東芝社から新製品として薬事承認された 3検出器型
GCA�9300R は、近年増加する認知症に対し短時間で高解像な画像が撮像
できると期待されている。今回、本装置での頭部撮像において短時間収集
での画像について基礎的検討を行った。【方法】3D�Brain ファントムに
Tc�99m（約 37kBq�ml）を満たして、東芝社製GCA�9300R（FANHR
コリメータ）にて撮像を行い、NMSE法と画像分解能および視覚評価によ
る短時間収集の検討を行った。NMSE法では、180 分収集を行い全加算再
構成された画像をReference とし、画像加算（収集時間）を変化させた画
像についてNMSE値を算出した。画像分解能評価では、Axial 画像にカウ
ントプロファイルを描き、その変化について比較検討を行った。また、核
医学認定技師 5名による視覚評価を行った。【結果】1．NMSE値は、少数
加算（短時間収集）画像でその値が大きくなった。2．カウントプロファ
イルは、加算が少なくなるにつれReference のカーブからの相違が大き
くなり、画像分解能は劣化した。3．視覚評価では、10 分以上の加算画像
で臨床使用可能と評価された。【結論】3検出器型 SPECT装置おける頭部
撮像では、10 分程の短時間でも高解像な画像が得られることが示唆され
た。

P2-28-4 BONENAVI におけるデータベースの違いが
解析値に与える影響について

○
ほ そ の よしたろう

細野 吉太郎、吉川 拓行
NHO 兵庫中央病院 放射線科

【目的】前年度，スキャンスピードの変化がBONENAVI（Ver.1）の解析
値に与える影響を発表した．その後，新しいデータベースを用いた
BONENAVE（Ver.2）を現在検査に用いている．今回は，Ver.1 から Ver.2
に代わり BONENAVEが解析値に与える影響について検討を行う．【使
用機器】東芝 SIMBIA E BONENAVI（富士フィルムRI ファーマ）【方
法】テクネMDP注射液にて骨シンチグラフィを施行した患者に，Ver.1，
Ver.2 による BONENAVE解析を行い，解析値の変動を検討した．あわせ
てスキャンスピードを変化させ撮像したデータに対して，Ver.1，Ver.2
による解析も検討した．【結果】ANN，BSI は，大部分の症例でVer.1，
Ver.2 共に小さな変動であった．Hotspot に関しては，Ver.1，Ver.2 の違
いによって大きく変動する領域があった．【結論】Ver.1 から Ver.2 に代わ
ることによって，解析値に影響を与える場合がある．よって，経過観察を
行っている症例では，新しいベータベースを用いたBONENAVI による
解析値の変化を十分に考慮する必要がある．

P2-28-5 イオフルパン［123I］における生理的集積した
耳下腺が及ぼす線条体の定性評価の検討

○
いわもと やすのり

岩本 泰典、大山 達也、有江 隆一、岡本 雄策
NHO 広島西医療センター 放射線科

【背景・目的】当院でイオフルパン［123I］検査が開始され半年余りが経
過した。当初より、耳下腺への生理的集積が認められた。現在、解析等に
イオフルパン解析ソフトや耳下腺領域認識機能が無いため、耳下腺の集
積が高い症例では線条体は影響を受け、一定に定性評価ができない可能
性が示唆された。今回、当院ではこれらを考慮し、線条体ファントムを撮
影し耳下腺が及ぼす線条体の定性評価を検討し、本検査を行い分析後検
討したので報告する。【装置・再構成法】RI 装置：SIEMENS社製 Sym-
bia E Dual Head System画像再構成：日本メジフィジックス社 FAL-
CON Version 1.04.03 ファントム：NBS社 線条体ファントム【方法】線
条体ファントムを使用し、近くに耳下腺集積を作る。耳下腺は濃度を一定
にし、線条体を低集積、中集積、高集積と変化させ、線条体の定性評価を
視覚的評価する。また、実際の患者においても耳下腺に集積認めた場合、
視野内に含む画像と含まない画像を検討し、提供される画像への影響を
考察する。それに伴い、イオフルパン全体の定性評価を再度検討する。
【結果】耳下腺に生理的集積があり、尚且つ線条体の集積より耳下腺の集
積が高い症例においては顕著に、線条体の視覚評価に影響を及ぼした。
又、脳実質の視覚的評価にも影響を認めた。【結語】耳下腺に生理的集積
が認められた場合、線条体への影響を考慮して耳下腺を含まない断面で
画像提供する。又、耳下腺を含まない低集積、中集積、高集積においても
脳実質が変化するためこれらを考慮した線条体の視覚的評価をする必要
があると考えられる。
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P2-28-6 脳血流SPECT（123I�IMP）における投影像
（projection image）を利用した画像再構成条
件の検討

○
さいとう か お り

齋藤 郁里1、苫米地 修平1、谷崎 洋1、勝田 昭一1、堀部 光子1、
高橋 真一2

NHO 東京病院 放射線科1、NHO 埼玉病院2

【背景】2014 年 3 月に SPECT装置の更新に伴い、収集条件と画像再構成
の変更を行った。今回は検査時間の効率化と質の向上を目指し、画像再構
成条件の再検討をしたので報告する。【目的】現在、前処理フィルタのカッ
トオフ周波数値を 0.5［cycles�cm］一定としているが、脳血流の分布は患
者ごとに違うため、画像にバラツキが生じている。そこで、画像の一定化
を図るために投影像とカットオフ周波数値の相関関係を検討することと
した。また、短時間撮影を必要とする場合の画像処理法の検討として、
OS�EM法を用いて処理をした場合のカットオフ周波数値の検討も行っ
た。【使用機器】SPECT装置：収集Discovery NM 630（GEヘルスケア）
解析Xeleris3.1【方法】検討 1 FBP法でのカットオフ周波数値の検討・
収集時間 180 秒×8回で行った症例に対し、カットオフ周波数値を 0.4～
0.6 に変化させたときの画像を作成し、最適な値の画像評価を行う。・投
影像の総カウントとカットオフ周波数値の相関グラフを作成し、相関式
を求める。検討 2 短時間撮影の場合の（OS�EM法）カットオフ周波数
値の検討・検討 1の症例に対し、短時間収集（4、6回転分の加算）した場
合の加算画像を作成し、検討 1と同様に相関式を求める。【結果】投影像
とカットオフ周波数値の相関関係により、常に一定化した画像処理が可
能となった。また、FBP法に比べ、OS�EM法ではカットオフ周波数値を
変化させることにより、短い収集時間でFBP処理と同等の画像を得るこ
とが可能となった。【結語】これらの検討により、患者の状態により当院
の読影に適した画像を提供することができた。さらに、短時間撮影におい
ても一定化した画像を担保することが可能となった。

P2-29-1 当院で行っている外来がん化学療法患者の意
識調査と地域薬薬連携の構築

○
あ べ ゆ う こ

阿部 佑子、澤田 大介、上條 健志、串田 祐亮、花垣 諒太、
樋口 順一

NHO 新潟病院 薬剤科

がん治療において、がん化学療法は有意義な治療法であり、近年は外来で
がん化学療法を行うことが当たり前の状況となってきている。しかしな
がら、当院では外来がん化学療法を受けた患者に対して、そのがん化学療
法の説明が薬剤師から十分に行われておらず、保険調剤薬局に対しても、
その情報を十分に還元する方法がとられずにいた。このような状況をふ
まえ、患者に対して治療を行っている、がん化学療法の必要性、使用抗が
ん剤の有意義な点、逆に起こりうる可能性のある副作用や、その対応につ
いて十分な説明を行い、患者の治療に対する意識を高めるようにする。ま
た、保険調剤薬局に対しては患者のがん化学療法の情報の共有と、他院受
診で処方されている薬の情報の提供をしてもらう。その結果、当院と保険
調剤薬局で患者に対して情報共有がなされ、患者の外来がん化学療法の
治療内容への意識向上、副作用の早期発見と安全性の向上、ひいては薬薬
連携の向上につながる。このような事を目的として、今回、当院で外来が
ん化学療法を受けている患者と柏崎市内の保険調剤薬局を対象にアン
ケート調査を行い、事態を把握したので結果を報告する。

P2-29-2 外来化学療法における抗がん剤レジメン
チェックに関する疑義照会分析

○
た な か ま さ き

田中 将貴1、野村 久祥1、小池 健志1、篠原 旭1、魚住 真哉1、
岩本 明日香3、古林 園子2、市田 泰彦1、高橋 邦雄1、
齊藤 真一郎1

国立がん研究センター東病院 薬剤部1、NHO 千葉医療センター2、
元国立がんセンター東病院3

【背景・目的】近年、がん治療では薬物療法の発展により多くのレジメン
が確立され、治療効果の向上が期待されている。薬剤師は薬物療法を安全
かつ適正に行う最後の砦とされ、レジメンチェックを行うことが望まれ
ている。レジメン入力システムにより入力が支援されているにも関わら
ず、処方内容の疑義は依然として多く散見され、またそれによりオーダー
が変更される事例も多い。今回、疑義照会内容の詳細を分析することで薬
剤師の行うレジメンチェックの有用性を示す。【対象・方法】2013 年 4
月から 2014 年 3 月までの 1年間で薬剤部より疑義照会した内容を抽出
し、その疑義内容、影響度に分け解析を行う。疑義は「抗がん剤について」、
「支持療法について」、「その他」の 3つに分類し、影響度分類については
疑義照会がなされずに治療が行われた場合を仮定し、国立大学付属病院
医療安全管理協議会が定めた影響度分類に準じて分類した。【結果】疑義
照会件数は 338 件、疑義内容は「抗がん剤について」が 240 件（71.0％）、
「支持療法について」が 73 件（21.6％）、「その他」が 25 件（7.4％）であっ
た。その内 186 件（55.0％）は疑義照会により処方変更となった。影響度
分類は、レベル 1が 57 件（30.6％）で、レベル 2が 11 件（5.9％）、レベ
ル 3a が 36 件（19.4％）、レベル 3bが 82 件（44.1％）であった。【結論】
患者の健康状態に何らかの影響を与えたと思われるレベル 3a 以上の事
例 118 件（63.5％）を予防できた。がん薬物療法を適正かつ安全に行う上
で薬剤師によるレジメンチェックが必要であると示唆された。

P2-29-3 院外処方における疑義照会の傾向調査

○
み よ し たかなり

三好 貴也、深見 和宏、溝神 文博、木ノ下 智康、間瀬 広樹、
伊藤 一弘

国立長寿医療研究センター 薬剤部

【目的】疑義照会は、適切な薬物治療を進めるために不可欠な業務である。
長寿医療研究センター（以下、当センター）では保険薬局より薬剤部宛に
疑義内容がFAXされ、医師等に確認後、薬剤師が回答を記入し返送して
いる。疑義照会内容は軽微なミスによるものも多く外来業務を圧迫して
いる。今回、当センターでの疑義照会の内容分類を行い、疑義照会の傾向
を探った。【方法】2012 年 9 月 1 日から 1年間に当センターに寄せられた
疑義照会を疑義内容、疑義発見の経緯、疑義照会後の措置・対応の 3点で
分類した。【結果】1年間に 1535 件の疑義照会が生じた。疑義内容は、安
全性に関わる疑義 394 件、用法・用量に関わる疑義 381 件、日数・回数に
関する疑義 294 件の順に多かった。安全性に関わる疑義の中で、処方意図
の確認（96 件）が最も多く、そのうち 95 件が認知症治療薬によるものだっ
た。疑義発見の経緯に関しては、処方箋の内容のみによるものが最も多く
867 件であった。疑義照会後の措置・対応は変更ありが 850 件、変更なし
が 685 件であった。【考察】認知症治療薬の疑義が多くみられたのは、当
センターが高齢者医療に特化していたためと考えられた。高齢認知症患
者のアドヒアランス向上を目的として一包化や粉砕の提案には、患者・
医療スタッフ間の情報や連携不足などの問題があり、居宅や入院中の服
薬上の問題点を医師の処方前や保険薬局での調剤前にお薬手帳などを通
じて共有できるシステムの構築の強化が必要と考えられた。用法・用量、
日数・回数に関する疑義の多くは電子カルテシステムに依存するもので
あった。今後、保険薬局との情報共有や電子カルテシステムの改善などが
必要であると考えられた。
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P2-29-4 新DI システムによるDI 業務の効率化

○
ふ か い ゆ う た

深井 雄太、田中 寛之、菊地 実、川口 啓之、遠藤 雅之
NHO 北海道がんセンター 薬剤科

【はじめに】院内のDI 業務は，医薬品に関わる問い合わせの対応のみなら
ず，医薬品集及びDrug News の作成，医薬品情報の検索および発信など
多岐にわたる．その作成に要する時間はDI 業務の大半の時間を占有す
る．これら占有していたDI 業務を改善する目的でDI システムの見直し
に着手した．【方法】DI システムはMicrosoft Access により、医薬品在庫
管理システムと連動するソフトを作成した（Pharmaster2010）．また，各
医薬品情報は医薬品情報サイト SAFE�DI から入手した．【結果】作成し
たDI システム，医薬品在庫管理システムから抽出したデータを元に，
SAFE�DI への採用薬の登録が可能となった．SAFE�DI からの採用医薬
品に関わる改訂や削除，経過措置などの情報を蓄積することでDrug
News の編集に要する時間が短縮できた．医薬品集の作成は，医薬品添付
文書改訂情報に基づき Pharmaster2010 のWEB画面作成ツールにより
迅速な更新が可能となった．更に、電子カルテ上において公開すること
で、どの端末においても採用医薬品集を閲覧することが可能となった。
【考察】新たにDI システムを構築したことにより，医薬品集やDrug
News の作成に要していた時間および人員が，内容の省略をすることなく
大幅に短縮され明らかな業務効率化をもたらした．DI システムのWEB
画面作成ツールによって迅速な更新が可能となった医薬品集は、薬剤師
の病棟業務に加え医師や看護師の業務支援に繋がると考える。

P2-29-5 薬務業務の見直し及び整備と効率的な管理に
ついて

○
せ と ぐ ち ゆき

瀬戸口 由、續木 康夫、石塚 正行
NHO 南和歌山医療センター 薬剤科

【はじめに】平成 24 年度診療報酬改定で病棟薬剤業務実施加算が新設さ
れ、薬剤師の業務は、さらに病棟業務に拍車がかかり、薬剤科業務の効率
化を図ることが急務となった。薬務業務において、月次帳票や統計資料の
作成も多く、在庫管理システムの機能だけでは簡単に作成できない資料
も少なくない。そこで、まず資料作成の効率化を図った。また、従来から
難しいとされていた医薬品のロット番号や有効期限が容易に管理できる
システムを構築したので紹介する。
【方法】1．マクロ機能を利用した資料作成
在庫管理システムの薬品マスタにおける規制区分や後発医薬品区分な
ど、フラグ情報の見直しとデータ整備を行った。また、在庫管理システム
から出力されたデータをエクセルのマクロ機能を利用してさらに効率化
を図った。
2．コンピュータによるロット番号及び有効期限管理
卸からVANセンターにフィードバックされる情報を取得し、納品日や
医薬品名から容易に納品情報が検索できる専用システムを独自に開発し
た。
【結果・考察】薬品マスタの全面見直しと整備を行った結果、目的のデー
タ抽出が容易となり、さらにマクロ機能を利用することでかなりの時間
を要していた資料も瞬時に作成することができ、作業効率が格段に向上
した。また、医薬品のロット番号や有効期限管理についても、VANセン
ターの納品情報をデータベース化できたため、パソコン上で容易に展開
させることが可能となり、医薬品回収時などの該当ロット検索など、伝票
を繰る手間が省け業務の効率化が図れた。

P2-29-6 注射薬払い出し業務の効率化による病棟業務
の充実化にむけて

○
か と う み や こ

加藤 三矢子、野呂 岳志、江崎 友彰
NHO 静岡医療センター 薬剤科

【目的】調剤業務において、時間と人手が最も必要となる翌日以降の定期
注射薬の払い出し方法を見直すことで、業務の効率化を図り、病棟業務時
間の拡大とそれに伴う薬剤管理指導件数の増加を目指した。【方法】これ
まで午前中に行っていた翌日以降の定期注射薬の払い出しを午後からの
払い出しに変更し、病棟業務時間と薬剤管理指導件数の推移を評価した。
また、アンケートを実施するなど、他部門への影響についても調査を行っ
た。【結果】一人当たりの病棟業務時間数および薬剤管理指導件数ともに
増加し、実施後の薬剤管理指導件数は一ヶ月当たり約 250 件増加した。ま
た、定期注射薬として調剤する割合の増加および返納される注射薬の減
少効果が見られた。【考察】注射薬の払い出し業務を見直したことで、病
棟業務に費やす時間を増やすことができ、薬剤管理指導件数だけでなく、
他部門とのチーム医療への取り組みにも貢献することができるように
なった。またアンケートの結果、処方指示の変更なども少なくなったこと
で、看護部門における注射薬の一元管理が可能となり、混注間違いや与薬
間違いなどの減少に繋がっていく可能性が示され、医療安全の面でも効
果的な対策であることが考察された。

P2-29-7 当院における後発医薬品への変更手順につい
て

○
ふるかわ ま な み

古川 愛美1、岩村 瞳1、本郷 知世1、関口 昌利2、山口 正和3、
加藤 一郎1

NHO 千葉医療センター 薬剤科1、NHO 下志津病院 薬剤科2、
NHO さいがた医療センター 薬剤科3

【背景・目的】厚生労働省は、患者負担の軽減や医療保険財政の改善を目
的に、後発医薬品の使用促進に取組んでいる。外国においては使用頻度が
高いが、日本の医療現場では、品質、安定供給、情報収集等の問題から普
及が進んでいないのが現状である。その対策として、平成 26 年度より後
発医薬品数量指数割合を 60％以上という目標値が設定された。当院の後
発医薬品採用率は低く、短期間で大幅な切り替えが必要となった。多くの
薬を混乱なく円滑に切り替えるために手順を作成することとなったた
め、これまでの業務内容を報告する。【方法】薬剤科内で処方箋・電子カ
ルテへの記載方法、他職種への伝達方法について検討し、払い出し手順を
取り決めた。取り違え防止のため棚の配置等見直しも行った。切り替え期
間中、他職種からあった問い合わせについてその都度対策を講じ、処方す
る際の電子カルテ画面の工夫、病棟版の先発医薬品・後発医薬品の対応
表を作成するなど各関連部署への変更内容の周知方法の確立を図って
いった。変更前後の変化を探るためヒヤリハット事例を分析し、薬剤科内
で意見調査を実施した。【結果・考察】候補後発医薬品 179 品目のうち、
最終的に 8ヵ月で 178 品目後発医薬品に切り替え、現在当院では後発医
薬品指数 60％を達成している。在庫の関係から先発医薬品・後発医薬品
が同時に存在する時期があったが、混在することなく業務が進行した。手
順を明確化するだけでなく、切り替え期間中に受けた他職種からの問い
合わせや要望についても迅速に対応することで大きな混乱なく業務が確
立しつつある。意見調査の結果により明確になった問題点を共有し、改善
していくことが今後の課題である。
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P2-30-1 重心病棟における処方簡素化への取り組み～
その後～

○
て ら だ よしひろ

寺田 芳弘1、假屋 佳代1、鈴木 光生1、栗原 和博1、田島 芳夫2、
村越 功治1

NHO 甲府病院 薬剤科1、国立精神・神経医療研究センター2

【背景】重心病棟において調剤・与薬に要する時間は、業務全体からみて
多くの割合を占めている。この時間を短縮して、他の業務に充てたいと思
い定期薬処方の簡素化を検討することにした。【対象】重心病棟（6病棟、
7病棟、8病棟）に入院している患者のうち、定期内服薬が処方されてい
る患者 117 名分の処方を対象とした。薬剤師がその処方内容を確認し簡
素化が可能と思われる処方をピックアップし、117 名中 64 名分について
検討することとした。【検証方法】処方簡素化前後で、薬剤科での調剤時
間と病棟での処方整理・投薬準備などに要した時間を測定し比較した。
また処方簡素化前後で調剤に伴う消耗品の使用量を比較し費用対効果も
検証した。【簡素化の方法】1．同時刻の服用薬をなるべく同一のRpとし
て分包する。2．散剤から錠剤あるいは口腔内崩壊錠へ変更する。3．本来
の用法より多い回数で分割服用している処方を見直す。【簡素化の流れ】
始めに薬剤師が簡素化の方法に従って素案を作成した。さらに病棟看護
師・薬剤師で、患者の状態、錠剤・カプセルの服用可否などの情報を加味
した処方の簡素化案を作成した。その後、担当医・病棟看護師・薬剤師で
再度検討を行い、処方意図・患者の状態を確認しながら処方の簡素化を
実施した。【結果】調剤時間の合計時間はすべての病棟で短縮された（6
病棟：平均 573 分→平均 498.5 分、7 病棟：平均 502.5 分→平均 447 分、8
病棟：平均 641.5 分→平均 516.3 分）。病棟での定期処方整理時間が短縮
された（8病棟：平均 201.3 分→平均 122 分）。8病棟の調剤消耗品は 1ヵ
月あたり 11,326 円節約された。

P2-30-2 神経筋難病施設における薬剤管理指導及び薬
学的介入に関する実態調査

○
ほんごう しゅうや

本郷 修也1、三井 陽二1、河合 眞弘2、青野 裕史4、草川 昇4、
座光寺 伸幸5、石田 奈津子6、二宮 春日6、細江 慎吾6、
平野 淳6、6花満 裕6

NHO 医王病院 薬剤科1、NHO 静岡てんかん・神経医療センター 薬剤科2、
NHO 静岡富士病院 薬剤科3、NHO 鈴鹿病院 薬剤科4、
NHO 富山病院 薬剤科5、東海北陸国立病院薬剤師会学術研究委員会6

【目的】病棟薬剤業務実施加算は、神経筋難病患者の一部を含む障害者施
設等入院基本料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料を算定している
患者は除外とされている。しかし神経筋難病患者においても薬学的介入
を必要とする場面は多く存在する。我々は神経筋難病患者における薬剤
管理指導及び薬学的介入の実態を把握するために調査を行った。【方法】
対象は東海北陸国立病院薬剤師会の神経筋難病患者を専門的に診療して
いる 10 施設とし、2013 年 7 月の神経筋難病患者に対する薬剤管理指導状
況、当該患者のコミュニケーションレベル（以下CL）及び薬学的介入件
数等を調査した。【結果】全ての神経筋難病患者のうち薬剤管理指導実施
患者は 26.0％であった。このうち 13.6％の患者が認知症を合併してい
た。CL別では、筆談、まばたき・握手、補助装置使用による意思疎通で
は実施率が低い傾向にあった。薬学的介入件数は 108 件であり、医療安全
に貢献したと思われる事例は 49.1％であった。施設別による神経筋難病
患者の薬剤管理指導患者割合と薬学的介入件数及び貢献した事例数に相
関を認めた。【考察】意思疎通が困難な神経筋難病患者では薬剤管理指導
の実施率は低いが、実施した患者では薬学的介入による貢献度が高くな
ると考えられる。薬剤師の関与は意思疎通が困難な患者の副作用を回避
できるなど有益であり、当該患者に対し薬学的介入を増加する施策が求
められる。

P2-30-3 重症慢性心不全に対するトルバプタンの使用
経験

○
せ ん ば み な

千場 美奈1、三角 郁夫1、中川 義浩1、水町 純一2

NHO 熊本再春荘病院 薬剤科1、国立療養所菊池恵楓園2

【はじめに】重症慢性心不全に対する当院でのトルバプタンの使用経験を
報告する。
【対象】当院に慢性心不全増悪にて入院となり、フロセミド・スピロノラ
クトン内服、カルペリチド点滴にても
改善がみられなかった 10 症例（男性 3例、女性 7例、平均年齢 84.7±10.1
才）。
基礎疾患は心房細動、高血圧性心臓病、拡張型心筋症、陳旧性心筋梗塞、
大動脈弁狭窄症であった。
【方法】トルバプタンを 7.5mg 朝 1 回投与し経過を観察した。
【結果】効果を認めなかった 3例のうち 1例は元々高度の腎不全合併例、
1例は高Na血症の出現、1例は食欲不振が出現した。
効果を認めた 7例中、退院後も継続投与したのは 4例であり、あとの 3
例は本人が希望しなかった、
脱水となった、心臓の手術が必要となった症例であった。
【まとめ】薬剤抵抗性慢性心不全に対し、トルバプタンは有効であった。
しかし、効果の低い症例や副作用がみられた症例もあり、注意深い観察が
必要である。

P2-30-4 トルバプタンの適正使用への取り組み

○
わたなべ ゆ う た

渡辺 雄太、辰巳 晃造、續木 康夫、石塚 正行
NHO 南和歌山医療センター 薬剤科

【目的】トルバプタンは効能が追加され、心不全のみならず肝硬変におけ
る体液貯留に対しても処方されるようになった。南和歌山医療センター
（以下、当院）においても上記の効能追加により内科領域においても処方
されるようになった。トルバプタンは高ナトリウム血症や脱水などの有
害事象の早期発見のため添付文書にて血清ナトリウム値をモニタリング
するように定められている。現状調査と適正使用への取り組みを実施し
たので報告する。【方法】2013 年 9 月から 2014 年 9 月までを調査期間と
し、当院にて肝硬変における体液貯留にてトルバプタンが処方された患
者を対象とした。2014 年 4 月までの検査の実施状況、血清ナトリウム値の
変動について調査を行った。その後、処方医にカンファレンスにて報告
し、情報提供前後の検査の実施状況について比較検討した。【結果】情報
提供前の 10 例では投与前、投与当日（4～8時間後）、2日後、3～5日後の
すべてで検査が実施されている症例は 0例であった。経過日数ごとの実
施率は投与前 90％、投与当日 0％、投与 2日後 20％、投与 3～5日後 50％
と投与後の検査実施率は半数以下であった。また投与中止には至らな
かったが急激な血清ナトリウム値の上昇が見られた症例が 1例あった。
【考察】情報提供前の検査実施率では急激な血清ナトリウム濃度の上昇を
見落とし、重篤な有害事象につながる可能性があると考えられる。トルバ
プタンは重篤な有害事象回避のために、定期的な検査が求められており、
検査が未実施な場合は、医師と協働して実施し、有害事象をより早期発見
していく必要がある。我々薬剤師は薬をより使いやすく有効性及び安全
性の高いものに育てていく育薬が重要と考える。
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P2-30-5 エピルビシン�シクロホスファミド併用療法に
おける血管炎対策の効果の検討

○
お お の は る か

大野 晴香1、島田 泉1、彦坂 麻美1、田添 善美2、山下 克也3、
阿部 康治1

NHO 豊橋医療センター 薬剤科1、NHO 豊橋医療センター 看護部2、
NHO 豊橋医療センター 外科3

【目的】エピルビシン�シクロホスファミド併用療法（以下EC療法）は、
乳癌の術前・術後において施行される薬物療法の一種である。昨年度、豊
橋医療センター（以下当院）でEC療法を施行された患者において血管炎
と思われる症状が連続して現れた。そのため、私たちはEC療法施行によ
る血管炎の発生状況の調査を実施し、その結果をもとに血管炎対策とし
て施行中の温罨法実施やホスアプレピタントの点滴をアプレピタント
（以下APR）の内服へ切り替えを行った。そこで今回その血管炎対策の効
果について検討した。【方法】対象は平成 24 年 11 月から平成 26 年 4 月末
までに当院にてEC療法を施行している患者とし、対象を対策前後に分
けた。血管炎の発生率は患者及び施行症例数（1施行を 1症例）で評価し、
カルテから血管痛・腫脹の有無、発生の程度を調査した。【結果】血管炎
の発生率は対策前で対象患者 16 名中 9名（56％）、全 43 症例中 17 症例
（40％）であった。対策後は 10 名中 3名（30％）、全 26 症例中 4症例（15％）
であったが、対策前後で有意差はなかった。発生の程度は対策前でGrade
2 が 59％、Grade3 が 41％であったが、対策後は全てGrade1 だった。【考
察】今回発生率では対策前後で有意差が出なかったが、発生の程度は低下
した。対策後Grade2 以上の症例がなかったことから、温罨法の実施や
APRの内服への切り替えにより、血管炎発生の程度を改善させることが
できたと考えられる。APR内服へ切り替えた後もエピルビシンによる血
管炎が発生している症例があったが、温罨法実施により軽減されている
ため、血管炎対策として有用であると考える。今後も他職種と連携し、副
作用の早期発見及び対策の検討を行っていきたい。

P2-30-6 当院におけるインスリン自己注射をおこなっ
ている外来患者のリポハイパートロフィーへ
の取り組み

○
なかにし り さ

中西 莉沙1、山根 有美子1、利光 直緒美2、東 裕美子1、
形部 文寛3、升味 紀子1、米津 亜希子1、河相 景子1、
佐光 留美4、八本 聖秀1、太田 逸朗5

NHO 広島西医療センター 薬剤科1、ミント薬局2、
NHO 東広島医療センター 薬剤科3、NHO 大阪南医療センター 薬剤科4、
NHO 広島西医療センター 内科5

【目的】
インスリンリポハイパートロフィーは、インスリン注射を同部位やその
周囲へ投与を反復している患者でよく見かけられる。リポハイパートロ
フィー部位ではインスリンの吸収が遷延し、効果が十分に発揮されない
との報告がある。そこで当院の外来患者における現状を把握し該当患者
において再指導を実施、その後血糖値、インスリン量の変動について調査
をおこなったので報告する。
【方法】
2012 年 4 月～2013 年 3 月の 1年間に当院で外来インスリン自己注射を
おこなっている 129 名に対し、リポハイパートロフィーのパンフレット
や模型モデルを用い、患者さんに口頭にて質疑をおこない自己申告され
た方に再指導をおこなった。
【結果】
外来でインスリン自己注射を行っている患者 129 名中、9名にリポハイ
パートロフィーが見つかった。この 9名にインスリン自己注射の再指導
をおこなった結果、□名にインスリン量や血糖値に変動が見られた。
【考察】
インスリン自己注射を行っている患者の中には、リポハイパートロ
フィーにより適切な治療効果が発揮されていない患者がいることは明確
である。院外処方箋発行時でも注射針加算を算定している場合、薬剤科で
インスリン等の針を払い出す際に声かけをすることでわずかな時間でも
リポハイパートロフィーの発見や防止につながり、薬剤師として適正な
治療へ貢献できると考える。また、保険薬局と連携し、院外でもリポハイ
パートロフィーに対して注意喚起している。

P2-30-7 塩類下剤を長期・大量投与されていた症例

○
たちばなけん

橘 憲、政道 修二、田中 絵理、荒川 宗徳、田中 亮、
大津 幸、山崎 邦夫、橋本 淳

NHO 大阪南医療センター 薬剤科

【緒言】Mgを主成分とする塩類下剤は、現在の臨床において欠くことので
きない薬剤である。特に高齢者や女性においては消化管に器質的病変な
どが存在しない常習性の便秘において好んで処方されている実態があ
る。原因不明の骨軟化症にて入院加療された患者において、長期大量の塩
類下剤の影響が疑われた症例について提示する。【症例】主訴；両膝関節
痛による歩行困難、現病歴；H23 年 6 月頃より両膝関節痛出現。近医内科
にてALP高値指摘、紹介受診。右脛骨骨折、左脛腓骨 近位部骨折、骨
軟化症ありと診断。若年女性で外傷なし、少なくとも両膝を骨折している
ことから何らかの代謝性疾患を疑われ当院紹介、既往歴；慢性膵炎、便秘
症、無月経、家族歴；母親 骨粗鬆症の診断を受けている。【考察】骨軟
化症において、類骨が増える主たる原因としてはVD、リン、Ca の不足、
腎・肝機能の低下などがあげられる。本症例においては、上記原因のいず
れも否定された原因不明の骨軟化症であった。しかし、緩下剤として使用
されていた大量の酸化Mgを中止することで、急激に血中Ca 濃度が低
下。これを医師は類骨へのハイドロキシアパタイト沈着が急激に起こっ
たためと考えている。これにより今回の骨軟化症には酸化Mgの関与が
疑われた症例であった。【結語】今回、膠原病、内分泌代謝内科、消化器
科のいずれにおいても原因不明とされた骨軟化症で、酸化Mgの中止に
より急激に回復した症例を経験した。通常は問題となることの少ない緩
下剤にも注目し、患者の持参薬の妥当性を評価するだけで薬剤師として
の責務を果たすことが出来ることが示唆された一例である。

P2-30-8 Lennox�Gastaut 症候群におけるルフィナミ
ドの適正使用

○
きしもと あゆみ

岸本 歩、平松 彰、山田 雄久
NHO 兵庫青野原病院 薬剤科

【はじめに】小児難治てんかんのひとつである Lennox�Gastaut 症候群
（LGS）は、患者数は極めて少なく、国内での有病率は 10 万人あたり約 3
人という報告があります。2013 年 5 月に発売されたルフィナミド製剤の
イノベロン錠（本剤）は、「他の抗てんかん薬で十分な効果が認められな
い LGSにおける強直発作及び脱力発作に対する抗てんかん薬との併用
療法」の効能効果を有し、4歳以上の小児に対して使用が認められた新薬
です。今回、当院においても、LGSで発作が他の抗てんかん薬に抵抗性で
あり、重症のてんかん症候群を有する症例にて使用する経験を得ました
ので、その適正使用について報告いたします。【症例】（症例 1）40 歳男性
170cm 52kg（症例 2）16 歳女性 99cm 10.2kg【使用経過】（症例 1）そ
の他の抗てんかん薬 6剤使用中 1剤を中止して本剤の使用を検討。成
人対する用法用量どおり 1日 400mgより開始、現在 1日 1,200mg 維持
量として経過中、維持量に達するあたりから、てんかん掌状は落ち着きを
みせている。（症例 2）その他の抗てんかん薬 3剤使用中 頻回のジアゼパ
ムの坐薬が必要であったため、本剤の使用を検討、体重が少ないことか
ら、初回投与量 1日 100mgより開始している。本剤の影響か流涎が多く
なった印象あり、呼吸が安定していない。【結果・考察】現在まで、二症
例。適応症、用法・用量を遵守し逸脱なく、経過しています。主な副作用
（眠気、おう吐等）は、みられていません。一症例で呼吸器の状態が悪化
傾向です。維持量使用患者については、てんかんのコントロールが良好と
判断されています。今後も、長期経過を把握し、本剤の適正使用に努めて
いきたいと考えます。
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P2-31-1 血管内レーザー焼灼術（EVLA）は従来の治療
法に比べて患者満足度は改善したのか？

○
こ も り しげる

小森 茂、舩橋 亮輔、清水 幸生、木下 貴裕
NHO 南和歌山医療センター 胸部心臓血管外科

（はじめに）EVLAは従来の治療に比べ傷跡がほとんど残らず、術後成績
も良好で患者の関心も高い。しかし、従来の治療法に比べ、満足度がどの
程度改善したかは不明である。（対象と方法）平成 23 年 10 月から翌 8
月までの EVLA61 例のうち、従来の治療歴のある 12 例を対象とした。女
性 9例、男性 3例で、平均年齢は 65 歳（43－86）であった。治療歴とし
てはストリッピング手術（ST）が 6例、高位結紮術（HL）が 5例、硬化
療法が 1例であった。入院の有無、麻酔方法、stab avulsion の有無、患者
満足度として以下の項目に対して 5段間評価をしてもらった。1手術の時
間、2手術中の痛み、3手術直後の痛み、4帰宅後の痛み、5帰宅後のADL、
6現状、7現在の痛み、8外観、9費用の 9項目。（結果）EVLAは 11 例が
入院、1例が外来、STは全例入院、HLと硬化療法は日帰りが 5例、入院
が 1例であった。麻酔としては、EVLAは静脈麻酔下TLA、STは腰椎麻
酔 4例、静脈麻酔下TLAが 2例で、HL、硬化療法はいずれも局所麻酔で
あった。満足度の平均としては、EVLA : 4.3、ST : 4.2、HL : 2.2、硬化療法：
1.2 であった。麻酔別には静脈麻酔下TLA : 4.3、腰椎麻酔：4.1、局所麻
酔：1.7 であった。stab avulsion の有無では、あり：4.3、なし：3.2 であっ
た。（まとめ）EVLAは HL、硬化療法に比べ満足度の高い治療であったが、
術中、術直後の疼痛コントロールをしっかり行えば STも患者満足度は
高く、stab avulsion を行えれば、より高い満足度が得られる事がわかっ
た。

P2-31-2 若年女性で急性冠症候群を発症した大動脈炎
症候群の一例

○
にしはら たかひろ

西原 大裕、谷本 匡史、片山 祐介、田中屋 真智子、
川本 健治、山本 和彦、大塚 寛昭、三木 崇史、山田 桂嗣、
市川 啓之

NHO 岩国医療センター 研修医

症例は 34 歳女性。半年程前からウォーキングの際に胸痛を自覚するも安
静にて軽快するため、経過観察されていた。1週間前から安静時胸痛を認
め始め、頻度の増加してきたため近医を受診し、心電図異常とトロポニン
T陽性にて当院紹介となった。下壁領域とV4�6 の ST低下、aVRで ST
上昇を認め、心エコーでは前壁領域に壁運動低下を認めた。急性冠症候群
（ACS）疑いにて、緊急冠動脈造影を施行して 3枝病変を認めた。当院受
診時には胸痛は認めておらず、若年女性でもあることから冠動脈血行再
建術は待機的に行う方針とし、CCU管理とした。全身CTにて大動脈の
強い石灰化と腹部大動脈の狭窄を認め、大動脈炎症候群を疑った。その後
の採血ではCK�MBの上昇はなく、胸痛再発もなかった。発熱や炎症反応
は陰性であり、大動脈炎症候群の活動性はなかった。その他膠原病を含め
精査をしたが明らかな異常はなかった。入院当日の検査で妊娠反応陽性
であり、治療計画を慎重に検討した。今回の妊娠に関しては中絶の方針と
したが、今後の妊娠希望を考慮して第 14 病日に冠動脈バイパス手術を施
行した。その後第 40 病日に経過良好にて退院となった。本症例では、妊
娠可能年齢の女性が大動脈炎症候群を原因にACSを発症したと考えら
れ、大動脈炎症候群の診断と今後の妊娠を考慮したACSの治療について
考察を行った。

P2-31-3 急性心筋梗塞患者における喫煙の影響

○
ほ ん だ つよし

本多 剛1、三角 郁夫1、藤本 和輝2、宮尾 雄治2

NHO 熊本再春荘病院 循環器内科1、NHO 熊本医療センター2

【目的】急性心筋梗塞は増加傾向にあり、再梗塞や死亡といった深刻な事
態をもたらす。喫煙は急性心筋梗塞の危険因子だが、欧米では喫煙者の方
が急性心筋梗塞後の予後が良好という、smoke’rs paradox が報告されて
いる。しかし一方で喫煙は心筋梗塞後の亜急性ステント血栓症と関連し
ていることが欧米で報告されている。【方法】急性心筋梗塞を発症して 24
時間以内に救急搬送され冠動脈インターベンションを施行し、慢性期に
確認検査を施行できた 266 名を対象とした。対象は喫煙状態により、喫煙
歴がない non�smoker 群と過去の喫煙歴がある past smoker 群、喫煙し
ている current smoker 群に分類した。【成績】current smoker 群は他の
2群と比較して若年で、LDLコレステロールや中性脂肪が高値であった。
また current smoker 群は他の 2群と比較して、入院時の白血球数やヘモ
グロビン値が高値であった。さらに冠動脈インターベンション後の亜急
性ステント血栓症の発生は current smoker 群で有意に高かった。フォ
ローアップ中のうっ血性心不全による再入院は 3群間で有意差はなかっ
たが、入院時と比較した慢性期の左室駆出率は current smoker 群でのみ
改善を認めなかった。多変量解析の結果、current smoker（オッズ比 5.4，
p＜0.05）は亜急性ステント血栓症の発生と関連があることが示唆された。
【結論】current smoker は亜急性ステント血栓症の危険因子であることが
示唆された。

P2-31-4 慢性心不全患者の内服管理に向けた取り組み
とその評価～NMスケールを活用した内服フ
ローチャートを用いて～

○
もとやま か な

元山 佳奈、大原 香里、佐藤 有莉、岩田 葵、大矢根 砂英子、
十鳥 瑞穂

NHO 四国こどもとおとなの医療センター 循環器・脳卒中センター

【目的】
慢性心不全患者が退院後も継続して内服管理ができるようフローチャー
トを改訂し、それに沿って介入することでその有効性を評価する。
【研究方法】
1．期間：平成 25 年 9 月～平成 25 年 12 月
2．対象：A病棟に入院した慢性心不全患者のうち、内服フローチャート
を使用しNMスケールにて認知度が正常と境界・軽度の患者に介入後、
退院後に内服確認が行えた 9名。
3．フローチャートの改定：認知度判定するためにNMスケールを用いて
「正常」と「境界・軽度」に選別。一包化していない場合BOX渡しに移行
する段階で一包化依頼を追加。さらにBOX渡しから自己管理に移行する
段階で再度服薬指導を追加。
4．調査方法：認知度を「正常」（48～50 点）と「境界・軽度」（31～47 点）
の群に分け、一回渡し・BOX渡し・自己管理の項目から個人に合ったも
のを選択し介入。また、退院後初回受診日に内服残余薬、内服管理者、適
切に内服できているか、内服方法について聞き取り調査した。
【倫理的配慮】
対象者及び家族に介入、調査に対する同意を得て当院倫理委員会にて承
認を得た。
【結論】
1．NMスケールを用いたフローチャートに改訂したことで介入方法が明
確になり、個々に合った介入・指導が行えるようになった
2．フローチャートに服薬指導や薬の一包化を追加したことは、内服管理
を行う上で効果がある
3．退院後、9名中 8名が内服管理できていた
4．「正常」の患者は退院後も全員正確に内服管理できており、自分なりの
方法を確立できていた
5．「境界・軽度」の患者は退院後 5名中 1名が内服管理できていなかった
今後は自宅でも継続して内服管理ができるためにも入院中の介入はもち
ろん、退院後の社会的支援にも力を入れていきたい。
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P2-31-5 和温療法の臨床効果についての検討

○
き し だ なおたか

岸田 直孝、小野 裕二郎、原 幹、城 日加里、梶原 真二、
梶原 賢太、新田 和宏、田邊 良平、林 宏則

NHO 東広島医療センター 初期臨床研修医

近年，カテーテル治療や薬物治療の進歩によって急性心筋梗塞をはじ
めとする循環器救急患者の救命率は著しく改善している．一方で，薬物治
療抵抗性の慢性心不全患者の増加が臨床的，社会的な問題となっている．
運動療法は，慢性心不全に対する非薬物治療として安全性と有効性が確
立されているが，重症患者や高齢患者では適応とならないこともある．こ
れまで，このような患者に対する有効な治療法は無く，退院後に活動性の
著しい低下を来したり心不全の悪化による入退院を繰り返すことも多
かった．和温療法は，温熱効果の血管拡張作用に着目した鹿児島大学教
授，鄭忠和（現，和温療法研究所所長）によって開発されたユニークな全
身療法で，「全身を 15 分間均等加温器（室）で保温し，深部体温を約 1.0～
1.2℃上昇させた後，さらに 30 分間の安静保温で和温効果を持続させ，終
了時に発汗に見合う水分を補給する治療法」と定義される．和温療法の急
性効果には，末梢血管の拡張による前負荷及び後負荷の軽減と心拍出量
の増加がある．また，治療を続けることで血管内皮型一酸化窒素合成酵素
（eNOS）の産生増加や自律神経バランスの改善効果が得られる．日本循環
器病学会慢性心不全治療ガイドライン（2010 年改訂版）には，薬物治療の
補助療法として治療推奨度ClassI（エビデンスレベルB）として記載され
ている．当院では本年 5月から，治療抵抗性の慢性心不全患者や運動療法
が難しい患者に対して和温療法を導入した．今回の研究では，和温療法施
行前後の臨床諸指標や自覚症状の変化を検討した．また，和温療法の導入
や運用上の問題点と当院での対応についても併せて報告する．

P2-32-1 抗HIV薬と精神科薬剤との薬物相互作用に関
する取り組み

○
か み お さ と み

神尾 咲留未1、阿部 憲介1、小山田 光孝1、塚本 琢也2,4、
佐々木 晃子4、伊藤 ひとみ4、佐藤 功3,4、伊藤 俊広4

NHO 仙台医療センター 薬剤科1、公益財団法人 エイズ予防財団2、
医療法人医徳会 真壁病院3、NHO 仙台医療センター 感染症内科4

【緒言】当院のHIV感染症患者において精神科を同時に受診している
ケースが多く見られ、抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬等の精神
神経系に作用する薬剤を併用している場合が多く、薬物間の相互作用が
問題となる。抗HIV薬、なかでもプロテアーゼ阻害薬はCYP450 の阻害
効果により、併用薬の血中濃度を上昇させ副作用を惹起する可能性が指
摘されており、精神科で処方される薬剤と併用禁忌や併用注意の場合が
多く、投与時のチェックが必要とされている。薬物相互作用発生頻度が高
い精神科に対して、薬物相互作用を未然に防ぐために役立つと考えられ
る抗HIV薬と精神科処方薬剤との薬物相互作用一覧表の作成を行うこ
ととした。さらには、それぞれの薬剤のどの因子が関係して相互作用を起
こすのかを整理することで、今後より良い薬物治療を行っていくための
一助となると考えた。【方法】精神科医師が、当院採用の精神科で使用す
る薬剤で、薬物相互作用情報が必要な薬剤の選択を行った。選択された精
神科薬剤と抗HIV薬の相互作用について添付文書とインタビュー
フォームにより代謝酵素を確認して薬物検討を行い、一覧表を作成した。
【結果・考察】一覧表を作成することにより、抗HIV薬と併用禁忌・注意
である薬剤が一目で分かり、薬物相互作用を未然に防ぐために役立った。
また、それぞれの薬剤でどの因子が関係して相互作用を起こすのかを詳
しく調査することにより、特に注意を払うべき薬剤を把握することがで
きた。今後は、精神科以外で多く使用される当院採用薬剤に関して抗HIV
薬との相互作用について検討を行い、一覧表の作成を進めていきたい。

P2-32-2 大阪医療センターにおける抗HIV薬の処方動
向について

○
なかすじ さ お り

中筋 早織1、藤田 晃介1、冨島 公介1、櫛田 宏幸1、矢倉 裕輝1、
川戸 順之1、上野 裕之1、上平 朝子2、白阪 琢磨2、中多 泉1

NHO 大阪医療センター 薬剤科1、NHO 大阪医療センター 感染症内科2

【目的】HIV感染症治療は、 抗レトロウイルス療法（ART）の確立により、
確実な服薬を継続して行うことで持続的なウイルス抑制が可能となっ
た。しかし、治療成功のためには服薬アドヒアランスの維持が不可欠であ
るため、薬剤師が治療開始前から情報提供と服薬支援を行っている。今
回、更なるアドヒアランスの維持、向上に寄与する服薬支援を目標とし、
当院における抗HIV薬の処方動向について調査を行った。【対象・方法】
2009 年 1 月から 2013 年 12 月までに処方されたARTの処方内容につい
て、後方視的に調査を行い、1年毎の処方動向について集計を行った。【結
果】初回治療時において最も多く選択されていたバックボーンはテノホ
ビル�エムトリシタビン（TDF�FTC）合剤であり、次いでアバカビル�ラ
ミブジン合剤であった。キードラッグについては、2009 年では 1日 1 回の
服薬であるが、中枢神経系の副作用を高頻度に発現するエファビレンツ
（EFV）や、 黄疸を発現するアタザナビル（ATV）が主に選択されていた。
2010 年以降は 1日 2回の服薬であるが、副作用や相互作用が少ないラル
テグラビル（RAL）や黄疸の発現がないダルナビル（DRV）が選択され
ていた。また、2013 年では 1日 1 回 1 錠製剤である、エルビテグラビル�
コビシスタット�TDF�FTC（STB）が最も多く選択されていた。【考察】
多く選択されるキードラッグは、RALや DRVに次いで、服薬回数や錠数
を最小限に留めた STBへと移行しており、選択基準が忍容性から利便性
に変化しているものと考えられた。しかし、STBにも食後服薬、剤形の大
きさ等の服薬阻害因子も存在するため、薬剤個々の特徴を把握した上で
患者ニーズを考慮した服薬支援を行うことが重要であると考えられた。

P2-32-3 産婦人科関連の院内製剤における薬剤師の取
り組み

○
ながくら ゆ う こ

永倉 優子、米田 奈美、近藤 譲、鶴崎 泰史、高島 伸也
NHO 佐賀病院 薬剤科

【はじめに】当院は、佐賀県より総合周産期母子医療センターの指定を受
けており、特に産婦人科関連においては、多様な病態に対応することが多
く、患者に対して最適な薬物療法を提供するためには薬事法にて承認さ
れた医薬品だけでは必ずしも十分ではない場合がある。当院では、これま
でに単胎例に対する早産予防の治療目的で、プロゲデポー筋注が院内使
用されているものの、国内で承認を得ていないプロゲステロン膣坐剤に
ついて産婦人科より依頼を受け、病院として対応することとなった。現
在、個別の医療ニーズに応じた医療に用いる院内製剤に関して、日本病院
薬剤師会より院内製剤の調製及び使用に関する指針（以下指針）が発出さ
れており、薬剤科として指針に則った形で当該薬剤について対応を行っ
たので報告する。【経過】当院において、以下の項目に関して整備を行っ
た。1）倫理委員会事務局業務（同意書の作成補助等）2）当該薬剤の調製
方法・表示方法について検討 3）当該薬剤のオーダー入力等具体的な運用
方法について検討（オーダーの仕方、使用記録の記載方法、流通範囲、業
務手順書改訂）4）製剤を作成する人員配置に関する工夫【結語】今回の
薬剤に関して、指針と照らし合わせるとクラス 1であり、指針に基づき倫
理委員会による審査をうけるため備えるべき書類を担当医とともに検討
を行った。医師は、医学的にも臨床的にも当該薬剤の必要性を訴えるもの
の、院内製剤といった性格から薬剤科は事務局として指針に沿って順次
対応を行った。承認後、医師からの処方に基づき、当該薬剤に関する使用
成績調査を効果および有害事象の発現の両面から調査実施中であり、そ
の詳細を報告する。
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P2-32-4 母乳育児支援推進のための薬剤師による情報
提供について

○
ながさわ ゆ か

永澤 佑佳、名取 裕子、小山田 光孝、佐藤 秀子
NHO 仙台医療センター 薬剤科

当院は 2010 年に「BFH赤ちゃんにやさしい病院」として認定を受けてお
り、母乳育児支援に尽力している。薬剤科ではこれまでに、授乳中に「通
常量において安全に使用できると考えられる薬」、「注意を要する薬」、「禁
忌の薬」を一覧表にまとめて電子カルテ上に掲載し、医療従事者に対し情
報提供を行っている。また当院の入院・外来患者を対象とし、専任の薬剤
師が授乳と薬についての相談に個々に応じ、カウンセリングを実施して
いる。しかし、前述の一覧表は主に授乳中における薬の使用の可否のみを
示したものであり、医師および助産師からはより詳細な情報を求める問
い合わせが多数寄せられていた。これを受け、過去 3年間に薬剤科へ問い
合わせのあった薬のうち、とくにその件数の多かった精神科領域の薬に
ついて代表的なものをピックアップし、薬ごとに、授乳の可否とその根
拠、考え得る児への影響と注意事項などを記載した医療従事者向けの資
料を新たに作成した。現在、この資料を電子カルテ上に追加掲載し、活用
度について検討を行っている。また、2011 年の電子カルテ導入後に当院で
分娩した褥婦のうち、授乳が可能であると考えられる精神科領域の薬を
使用していた患者において、薬剤師が対面にてカウンセリングを実施し
ていた群で、未実施であった郡と比較し、母乳育児に携わることのできた
患者の割合が高かった。これを受け、病棟における薬剤師によるカウンセ
リングをより充実させる取り組みについても検討している。今後、薬剤師
がより積極的に医療従事者および患者に対し適正な情報提供を行うこと
で、これまでよりもさらに安易な授乳の中止が減少することを期待する。

P2-32-5 持参薬の安全管理への貢献～祝休日の鑑別業
務を導入して～

○
いしかわ せ い こ

石川 聖子、百武 宏志、井上 尚彦、小川 奨、小林 明信、
高木 章次

NHO 埼玉病院 薬剤科

【背景・目的】国立埼玉病院では、持参薬管理は電子カルテ導入前より紙
媒体で行っており、指示誤りや投薬ミスに関連する問題が後を絶たな
たったことから、電子カルテを用いた管理体制の必要性が高まっていた。
そこで、内服薬の情報をカルテに一元化した「内服薬管理システム」を活
用し、薬剤師が登録した持参薬情報を医師が電子カルテ上に指示を反映
し、看護師が服薬記録をカルテに残すことで、持参薬の安全な管理体制を
構築した。しかし、祝休日は薬剤師が鑑別業務を行っていないため、同シ
ステムを利用せず、以前の管理方法が行われていた。このため、休み明け
に薬剤師が鑑別業務を行うまでの持参薬管理における安全の担保が課題
となっていた。今回、薬剤師の祝休日の日勤帯を 2名体制とし、新規入院
患者の鑑別業務を行うことで、持参薬の安全な管理体制が確保されるよ
うにした。【方法】祝休日の持参薬鑑別業務導入前後 3ヶ月間において、
持参薬のインシデント発生件数、休み明けの持参薬鑑別件数および持参
薬鑑別業務に関わる時間を調査し、比較検討を行った。【結果・考察】祝
休日の持参薬鑑別業務を行うことで、同システムを利用した管理体制が
実現でき、持参薬に関わるインシデントの発生件数は減少した。一方で、
祝休日の日勤業務の増加により、業務時間の増加、人員の不足が新たな課
題として挙げられたが、休み明けの鑑別業務にかかる負担は軽減したと
いえる。その結果、休み明けの病棟業務において、患者への指導や薬剤使
用の適正管理にかける時間が増加した。今後は、入院前の薬剤師外来を設
け、入院前に持参薬鑑別業務を行うことで、祝休日を含む鑑別業務にかか
る負担軽減を図っていきたい。

P2-32-6 当園におけるリスクマネジメントの取り組
み～他病院から貰って来た薬をチェックする
ことによって～

○
たどころ まさとし

田所 正年、下地 厚子
国立療養所宮古南静園 薬剤科

【目的】当園はハンセン療養所で診療科が少なく、自施設でみられない疾
患などは、他病院を受診することで対応をしている。当園で使用している
薬と他病院で出される薬の重複投与や相互作用が起きないように、他病
院や調剤薬局にお薬手帳を持参していたが、たまたまお薬手帳を持って
いくことを忘れたため、併用禁忌の薬が処方されたことがあった。また、
薬剤科では鑑別依頼が来た時にだけ、他病院の薬を調べていたのだが、今
回のような事例を起こさないために、他病院から貰って来た薬のチェッ
クを薬剤科で行うことになったので、その内容について報告する。【方法】
他病院から薬を貰って来た時は、委託診療薬剤チェック依頼表と薬、処方
箋のコピーを薬剤科に提出し、薬剤師は薬剤と処方箋のコピーの内容が
あっているか確認をする。その後、薬剤師が高園産業の PharmacyPRO
SP に入力をし、処方チェックをかけることで重複投与や併用禁忌などが
ないかチェックをする。チェック後、重複投与や併用禁忌があった場合
は、主治医にその旨を報告と、看護師には重複投与や併用禁忌がある薬剤
名を記入した報告書を渡し、主治医から指示をもらうように説明をする。
【結果】他病院から貰って来た薬のチェックを行うようになったが、重複
投与などの件数は少なかった。【考察】件数的には少ないが、病院や調剤
薬局で重複投与や併用禁忌のチェックをお薬手帳で確認を行っても、重
複投与などが起こっているので、もう一度薬剤科が重複投与や併用禁忌
がないかチェックすることは有効だと思われる。今後も続けていきたい。

P2-32-7 当院における医療用麻薬廃棄の現状について

○
や つ き ひであき

八木 秀明
NHO 沖縄病院 薬剤科

【目的】処方変更等で調剤済み麻薬廃棄の数量が問題となり、特にパッチ
製剤では 1日貼付する枚数で処方するようにして、最小限の処方オー
ダー実施している。処方件数に対して医療用麻薬使用数量と廃棄の変化
について、その内容について検討してみることにした。【方法】平成 24
年度、平成 25 年度及び本年度の医療用麻薬年間使用数量、廃棄数量につ
いて検討をおこなった。【結果】使用数量と破棄数量のみでは、平成 24
年度（平成 23 年 10 月～平成 24 年 9 月）の医療用麻薬年間使用数量
28,494、そのうち廃棄数量は 1,753 であった。平成 25 年度（平成 24 年 10
月～平成 25 年 9 月）の麻薬年間使用数量 26,161、そのうち医療用麻薬年
間使用数量 1,648 であり、減少傾向にある。個々の製剤では、オキファス
ト注の使用量の増加、高用量の製剤での廃棄量が減少している傾向にあ
る。例えば、オプソ 10mg製剤は使用量が平成 24 年度では 1944 包から平
成 25 年度では 3475 包に増加しているが、廃棄量は 225 包から 145 包に
減少した。また、フェントステープの高用量製剤でも、平成 24 年度はフェ
ントステープ 6mg112 枚から 274 枚へ増え、フェントステープ 8mgも
127 枚から 168 枚と増えたが、平成 25 年度では両製剤とも廃棄はなかっ
た。抗がん剤薬物療法をおこなった患者は内服できにくい傾向になるの
で、今後はフェンタニル貼付製剤やモルヒネ坐薬の処方が増えてくると
思われる。
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P2-32-8 大分医療センターにおける医薬品破損届の分
析

○
は ま の あ さ こ

濱野 麻子、鳥山 純司、村上 直幸
NHO 大分医療センター 薬剤科

【目的】大分医療センターでは病棟で医薬品が破損した場合、医薬品破損
届が薬剤科へ提出される。医薬品破損は在庫数量に、ひいては病院経営に
影響を及ぼし、医薬品を管理する薬剤科として実状を把握することは重
要である。そこで、医薬品破損届を分析し、適正な医薬品管理を目指すよ
う考えた。
【方法】平成 25 年 1 月から 12 月に薬剤科に提出された破損届を、破損件
数、金額、原因について分析した。原因は、調製後の指示変更、調製前の
指示確認不足、患者の容態変化による中止・変更、薬剤の落下、調製ミス、
指示変更の連絡不備、その他に分類した。
【結果】平成 25 年の破損発生件数は 94 件で、合計損失金額は 210,006.7
円であった。破損発生件数として最も多かったのは、調製後の指示変更で
あり全体の 28％を占めていた。次に調製前の指示確認不十分が 19％、落
下が 15％であった。また、損失金額では調製前の指示確認不足によるも
のが最も多く、全体の 42％を占めていた。次に調製ミスが 22％、調製後
の指示変更が 19％と続いた。
【考察】破損発生件数と損失金額の原因比率の順位が異なるのは、合計損
失金額の 1�3 を占める高額な薬剤が調製前の指示確認不足によって破損
しているためであった。これを考慮すると、発生件数、損失金額ともに調
製後の指示変更が最大の原因となる。しかし、調製後の指示変更による破
損は非人為的原因と考えられ、介入が困難である。これに対し、調製前の
指示確認不足や薬剤の落下、調製ミスは人為的原因によるものと考えら
れ、介入が可能である。今後、破損の減少につながるような薬剤の取り扱
いを提案し、適正な医薬品管理に努めていきたい。

P2-33-1 ヘパリン起因性血小板減少症の治療薬アルガ
トロバンがフィブリノゲン測定に与える影響

○
い だ たかあき

井田 貴明、安田 秀平、新谷 和之、国仲 伸男、吉田 和浩
NHO 横浜医療センター 臨床検査科

【はじめに】現在、フィブリノゲン（以下Fbg）測定には、トロンビン試
薬を加え、凝固時間からFbg量を算出するトロンビン時間法が広く用い
られている。しかし、抗トロンビン薬を使用している場合Fbg濃度が偽
低値を示すことが知られている。近年、抗トロンビン薬アルガトロバン
（以下ARG）がヘパリン起因性血小板減少症（HIT）の適応薬となり頻用
されることで、偽低値を示す検体に遭遇する機会が増えてきた。そこで今
回我々は、ARGが Fbg 測定に与える影響を検討したので報告する。
【方法】健常人血漿を用いてARGの最終濃度が 0.1～15.0μg�mLとなるよ
うに添加し、Fbg濃度を測定した。測定には、ACL TOP500 を使用し、
トロンビン時間法とトロンビン試薬を利用しないプロトロンビン（以下
PT）時間法の 2法を用いて、定常状態での測定値を対象とし検討した。
【結果】トロンビン時間法を用いたFbg測定では、最少添加濃度の 0.1μg�
mLにおいても 10％程度低下し、添加濃度が高くなるに連れて濃度依存
性に著しく低値を示した。添加濃度が 5.0μg�mLの添加では測定下限限
界値（25mg�dL）を下回り測定不能となった。PT時間法では、ARGによ
る影響は認められなかったが、定常状態の検体ではトロンビン時間法よ
りも約 20％高値になる傾向が見られた。
【まとめ】今回の検討において血中ARGが低濃度であっても、トロンビン
法で測定したFbgは低値を示すことがわかった。従って、ARG投与中の
患者検体には PT時間法を用いて測定するか、Fbg以外の凝固検査項目
で対応することが重要である。また、PT時間法はトロンビン時間法に比
べ、高値を示すことがあることから、測定法や試薬の特性を踏まえた上で
検査法を選択することが望まれる。

P2-33-2 線溶検査（FDP、Dダイマー）試薬変更による
運用改善

○
な が た ひ ろ よ

永田 啓代、吉本 幸、重本 洋二
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 臨床検査科

【はじめに】FDP、Dダイマー測定は、測定対象物質が単一でないことと、
モノクローナル抗体の抗原認識部位がメーカーによって違うため標準化
がされていない。試薬変更前、試薬反応性の違いによりDダイマー値が
FDP値を大幅に上回る症例を経験した。今回、この現象を防ぐ目的で試
薬変更したことが、運用改善につながったため報告する。
【機器・試薬】CS2000i（シスメックス）を使用し、ラテックステストBL�
2 P�FDP（シスメックス）、リアスオートDダイマー（シスメックス）を
採用していたが、ナノピア P�FDP（積水メディカル）、ナノピアDダイ
マー（積水メディカル）に変更することとした。
【方法】変更前使用試薬は、製造元がFDPと Dダイマーで異なっていた
ため、同一製造元の試薬を採用することとした。
【試薬変更後改善点】1．試薬変更後、線溶亢進症例においてもFDP値が
Dダイマー値を上回る事例は発生していない。2．反応時間が短縮された
ことにより、結果報告時間が短縮された。3．精度管理において、内部精
度管理のほかに試薬メーカー主催の外部精度管理に参加できることと
なった。4．コントロール血漿が共通であること、専用希釈液が不要であ
ることによりコスト削減につながった。5．内部精度管理において、CV
値が改善した。
【まとめ】今回試薬変更したことで、試薬反応性の違いによりDダイマー
値がFDP値を上回る症例がなくなり、当初の目的は達成され運用改善に
もつながった。機器メーカーと異なる試薬を採用すると、試薬ロット管理
や検量線作成が試薬貼付バーコードを用いて行えなくなる。このことで
起こりうる人的ミスを軽減するため、専用ホルダーを使用したオーダ登
録での検量線作成を可能とした。

P2-33-3 当院における悪性腫瘍症例の末梢血好中球上
CD64分子定量の検討

○
こ み や あ き こ

小宮 明子1、松井 利浩2、堀江 孝一郎2、福田 英史2、
津野 宏隆2、岩田 香奈子3、荻原 秀樹2、池中 達央4、
川上 美里2、橋本 篤2、古川 宏3、林 博文5、平井 耕太郎5、
當間 重人3

NHO 相模原病院 臨床検査科1、NHO 相模原病院 リウマチ科2、
NHO 相模原病院 臨床研究センター リウマチ性疾患研究部3、
NHO 相模原病院 リハビリテーション科4、NHO 相模原病院 泌尿器科5

【背景】不明熱やCRP上昇を呈する疾患として、感染症、悪性腫瘍、膠原
病などが挙げられるが、日常臨床でその鑑別に苦慮することは少なくな
い。我々は以前、末梢血好中球上CD64 分子定量が関節リウマチ（RA）症
例で感染症の鑑別に有用であることを報告したが、時に感染症が否定的
にも関わらずCD64 値が高値になる症例を経験する。【目的】当院の悪性
腫瘍の症例において好中球上CD64 値を測定、検討した。【対象】当院リ
ウマチ内科並びに泌尿器科の協力を得て、悪性腫瘍を指摘された症例に
おいて、術前、加療前のCD64 値をフローサイトメーターで計測した。感
染症を合併している時期の測定値は今回の検討から除外した。基礎疾患
はRA37 例、皮膚筋炎 5例、強皮症 2例、リウマチ性多発筋痛症 1例、及
び原疾患なし 52 例であった。カットオフ値は既報通り 2000 molecules�
cell とした。【結果】悪性腫瘍の内訳は固形腫瘍が 75 例（頭頸部がん 2
例、肺がん 10 例、消化管系がん 15 例、胆管膵がん 1例、泌尿器系がん 42
例、婦人科系がん 3例、乳がん 1例、その他 1例）、血液悪性腫瘍が 22
例（悪性リンパ腫 21 例、多発性骨髄腫 1例）であった。好中球上CD64
値の平均（±SEM）は、固形腫瘍群で 1099（62）、血液悪性腫瘍群で 9249
（1752）となり、後者で有意に高かった。血液悪性腫瘍群でカットオフ値
以下の症例は 2例のみであった。【結語】固形腫瘍群の症例の多くはカッ
トオフ値以下だったのに対し、悪性リンパ腫は感染症診断の際にCD64
高値を呈する疾患の一つとして重要であると考えられた。今後更に症例
を追加し検討する予定である。
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P2-33-4 当院における末梢血好中球CD64値陽性にも
係らず白血球、C反応性蛋白陰性であった症例
の臨床的背景の検討

○
く ぼ じゅんいち

久保 順一1、水野 正浩1、幡野 廣樹1、安田 寿美子1、屋代 達1、
佐藤 成彦1、川畑 久1、小宮 明子1,2、松井 利浩3、當間 重人3,4、
安達 献1,5

NHO 相模原病院 臨床検査科1、NHO 相模原病院 臨床検査医2、
NHO 相模原病院 リウマチ科3、
NHO 相模原病院 臨床研究センター リウマチ性疾患研究部4、
NHO 相模原病院 統括診療部5

【背景】末梢血好中球上CD64 値は近年感染症マーカーとしての有用性が
報告されている．当院での過去の検討でも関節リウマチ（RA）症例にお
いて感染症合併時にCD64 値と C反応性蛋白（CRP）の値が相関すること
を報告している．反面，時にCRPが陰性にも関わらずCD64 値が上昇し
ている症例も経験する．【対象】2013 年 1 月～2014 年 4 月の間に当院リウ
マチ科で白血球数（WBC），CRP，CD64 値を測定した 1200 検体のうち，
WBC，CRPが陰性にも係らずCD64 値が上昇していた症例につきその臨
床的背景を検討した．カットオフ値はWBC 8500�μL，CRP 0.4mg�dL，CD
64 2000molecules�cell とした．【結果】WBC，CRP陰性，CD64 陽性は 21
症例 28 検体であった．最も多かったのは感染合併症例で，抗菌剤加療開
始後でデータ改善中に測定した症例の他，軽度の感冒（生物製剤投与中の
症例含む），齲歯，尿路感染症，慢性呼吸器感染症などが認められた．感
染以外の症例としては，悪性リンパ腫，加療開始後の成人スティル病
（AOSD），血管炎による皮膚潰瘍など原病増悪によるCD64 上昇や，WBC
減少で顆粒球コロニー刺激因子（G�CSF）投与中の症例等が認められた．
【結語】今回の検討で，CD64 値はWBC，CRPが上昇していない感染症例
でも陽性になる場合があり，通常の炎症マーカーに加えて測定すること
でより診断や経過観察に有用と考えられた．また，CD64 値高値の場合，
感染症以外の疾患（血液悪性腫瘍，AOSD等）や薬剤の影響の可能性につ
いても検討する必要があると考えられた．

P2-33-5 フローサイトメトリー検査における5�color
解析法の導入による影響

○
ゆ あ さ え り

湯浅 恵理1、伊藤 千紗1、中川 光1、棚橋 真規夫1、駒野 淳2、
杉浦 亙3、永井 宏和4、飯田 浩充4、宮田 泰彦4

NHO 名古屋医療センター 臨床検査科1、
NHO 名古屋医療センター 臨床検査科 科長2、
NHO 名古屋医療センター 臨床検査科 部長3、
NHO 名古屋医療センター 血液内科4

【はじめに】
フローサイトメトリー（FCM）による細胞表面マーカー検査と細胞質内
抗原解析は、造血器腫瘍細胞の系統や分化段階を迅速に判断することを
可能とし、診断の確定のみならず予後の推定、治療効果判定などにきわめ
て有用である。当院においては、年間約 800 件以上の FCM検査を行って
いる。今回、6色の蛍光測定が可能なFACSCantoTMII を導入し、これま
で行っていた 3�color から 5�color 解析へと検査法を移行したので紹介
する。
【移行の流れ】
5�color 解析法への移行にあたり以下の作業を行った。
1．臨床各科スタッフへの説明
2．抗体パネルの選定
3．検体処理・機器のセットアップにかかる条件検討
4．同一検体を用いた 3�color、5�color 解析による結果の比較
【結果・考察】
5�color 解析を用いることで検体からより多くの情報を得ることが出来
るようになり、FCM検査に必要な検体量が減った。検体処理時間・解析
時間が短縮され、コストダウンも達成された。さらに細胞数の少ない検体
でも多くのイベント数を測定できるようになり検査精度が向上した。使
用する蛍光色素が増えたことで、蛍光色素間相互の蛍光漏れこみ補正（コ
ンペンセーション）の複雑化が懸念されたが、BD 7�color setup Beads
を用いた setup プログラムによる自動機器設定の利用が可能で、技術的
な問題は軽微であった。
【結語】
5�color 解析法への移行を機にFCM検査の意義や質を見直し、精度が高
く情報量の多い結果を臨床側に提供できるようになった。検査側として
は、これまで以上により関心とやりがいをもって業務にあたるようにな
り、臨床検査技師としての成長へとつながっている。

P2-33-6 当院におけるALK遺伝子を中心とした肺癌遺
伝子検査について

○
し い な まさあき

椎名 將昭1、磯部 祥子1、小林 昌弘1、小池 勝人1、加藤 稔1、
塚原 忠志1、赤堀 良道1、青木 貞男1、大石 修司2、梅津 泰洋3、
齋藤 武文2、深井 志摩夫4

NHO 茨城東病院 臨床検査科1、NHO 茨城東病院 内科診療部呼吸器内科2、
NHO 茨城東病院 外科診療部心臓血管外科3、NHO 茨城東病院 名誉院長4

【はじめに】近年、肺癌において分子標的治療薬による治療が重要な役割
を担うようになっている。当院では、保険適用に伴いEGFR遺伝子変異検
査に加え、ALK遺伝子検査も行っている。今回、我々は遺伝子検査陽性
例の検討を行い、ALK遺伝子検査においていくつかのケースを経験した
ので報告する。
【対象・方法】2012 年 4 月から 2014 年 4 月までに当院で提出された
EGFR遺伝子変異検査検体 181 例（男性 113 例、女性 68 例）、ALK遺伝
子検査検体 26 例（男性 20 例、女性 6例）を対象とし、陽性検体について
検討した。ALK遺伝子検査はFISH法、IHC法にて検査を実施し、すべ
ての検査は外部委託検査にて行った。
【結果・考察】EGFR遺伝子変異検査における陽性率は 32.0％（58�181）で
あった。出現頻度は、exon21（L858R）、exon19 欠失変異が 93％（54�58）
とほとんどであった。ALK遺伝子検査における陽性率は 11.5％（3�26）で
あった。陽性検体のうち、腺癌が 2例、大細胞神経内分泌癌が 1件であり、
ALK遺伝子陽性腺癌の一例では、EGFR遺伝子変異陽性で、FISH法、
IHC法の乖離が認められ、偽陽性が示唆された。
【結語】当院における遺伝子検査の陽性率は、多施設の報告とほぼ同様な
結果であった。ALK遺伝子検査においては、保険適用の問題もあるが、
FISH法、IHC法での確認が必要であると考えられた。また、EGFR陽性
例においても患者の臨床症状等により、医師からの積極的な依頼があっ
た場合は、ALK遺伝子検査実施も考慮すべきだと考えられた。

P2-33-7 当院におけるALK融合遺伝子陽性肺癌の臨床
病理学的検討について

○
り ぴょんすくっ

李 平淑1、国仲 伸男1、與儀 浩1、奥山 美由紀1、吉田 和浩1、
新野 史1、野間 大督2、坂本 和裕2

NHO 横浜医療センター 臨床検査科1、NHO 横浜医療センター 呼吸器外科2

【背景と目的】ALK融合遺伝子陽性肺癌（以下ALK陽性肺癌）は、非小
細胞肺癌全体の約 3�5％でみられるまれな肺癌である。若年者（約 50
歳代）や、非喫煙者に多い傾向があり、組織型は粘液産生型の腺癌が多い
とされている。また、ALK陽性肺癌ではEGFR、KRAS、HER2 などの遺
伝子変異とは排他的に存在することが示唆されている。近年、ALK融合
遺伝子産物を標的としたALK阻害薬の高い治療結果が得られているこ
とから、当院においてもALK融合遺伝子検査が、年々増加傾向にある。
今回、我々はALK陽性肺癌患者の臨床病理学的特徴について検討したの
で報告する。
【対象と方法】当院にて 2008 年 10 月から 2014 年 5 月までに肺癌手術を
行った手術検体の中で、ALK融合遺伝子検査を行いALK陽性となった
肺癌 6症例について、性別、年齢、喫煙の有無、病理組織所見についてま
とめ解析した。なお、遺伝子検査法はFISH法で LSI メディエンス社に委
託した結果を用いた。
【結果】ALK融合遺伝子検査を行った 143 例中、6例（4.2％）がALK
陽性肺癌であった。男性 3例、女性 3例、平均年齢 57.4±8.5 歳、5名が喫
煙者、組織型は 5例が腺癌、1例が低分化型扁平上皮癌だった。腺癌にお
いては粘液産生充実型腺癌 1例の他は混合型腺癌（乳頭型，腺房型，充実
型，微小乳頭状，印環細胞癌の複数を含む）であった。病理病期は、IIIA
が 4 例、IIIB が 1 例、IVが 1 例であった。
【考察】今回の結果から、当院のALK陽性肺癌患者でも、性別、年齢、組
織型については既知の臨床病理学的特徴に概ね合致していることが解析
できた。また腺癌では粘液産生を伴う充実型を含む症例が目立った（4
例）。
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P2-34-1 試験紙尿中ビリルビン偽陽性における確認法
の検討

○
やすもと ゆ か

安本 由佳、中西 香、山幡 元徳、山口 賢、羽根田 進、
笠島 里美、川島 篤弘

NHO 金沢医療センター 臨床検査科

【目的】尿中ビリルビン（Bil）は肝・胆道系障害のスクリーニングとして
用いられているが、着色尿や薬剤などの干渉物質によって偽陽性になる
ことが知られている。Bil 定性確認法としてロザン法があるが目視判定で
あり、個人にばらつきがある。また、測定機器での尿色調判定が透明や淡
黄色であるにも関わらず、定性結果が陽性となることがしばしばある。今
回我々は、測定機器で定性が陽性になった検体の確認法について検討し
た。
【方法】2013 年 11 月～2014 年 5 月に尿定性依頼があった 22,185 件のう
ち、定性検査でBil 陽性となった 260 件を対象とした。定性確認法はロザ
ン法で目視判定を行い、定量法は生化学分析装置で直接Bil を測定し、ロ
ザン法と定量法の比較を行った。また、測定機器での色調判定と定性結
果、定量法との関係について検討した。Bil 偽陽性になる薬剤の割合につ
いても調べた。
【結果】定性陽性になった検体のうち、定量法で陰性となった割合は
83.5％であった。ロザン法と定量法の陽性一致率は 74.4％、陰性一致率は
98.2％であった。測定機器で透明・淡黄色と判定された定性陽性の定量
陽性率は 0％であった。黄色では 1＋で 3.1％、2＋以上では 0％、濃黄色
では 1＋で 39.4％、2＋で 85.7％、3＋以上では 100％であった。定性陽性
になった検体のうち、影響を与えると思われる薬剤を服用している割合
は 25.0％であった。
【考察】ロザン法では 0.5mg�dl（定性で 1＋）付近を鑑別するのは難しい
と思われた。測定機器で透明・淡黄色と判定された定性陽性の検体は陰
性で結果を報告することができ、濃黄色で 2＋以上の場合は陽性の確率が
高くなる。今回の結果をふまえ、確認法を行う前の迅速な結果報告が可能
になると考える。

P2-34-2 AX�4060およびUF�1000i を用いた尿検
査システム導入による運用事例

○
おおはし れ お

大橋 玲央1、佐藤 仁美1、成田 弘1、鈴木 博義1,2

NHO 仙台医療センター 臨床検査科1、NHO 仙台医療センター 病理診断科2

【はじめに】当院では尿定性・尿沈渣検査をそれぞれ全自動尿分析装置お
よび鏡検にて実施してきた。業務の迅速化・効率化を図るため 2013 年 10
月にアークレイ社製 全自動尿化学分析装置「AUTIONMAX AX4060」
（以下AX�4060）およびシスメックス社製（FCM法）全自動尿中有形成
分分析装置「UF�1000i」（以下UF�1000i）をシスメックス社製 尿検査搬
送システムUT�10（以下UT�10）にて接続した尿検査システムを導入し
た。今回、我々は本システム導入前後の作業効率の変化について検討した
ので報告する。
【運用】導入前は尿スピッツをラックに載せ、シーメンス社製 全自動尿
分析装置「クリニテック アトラス」にて尿定性検査を実施。その後、尿
沈渣の依頼がある検体のみを選別し遠心後、鏡検する。導入後は尿スピッ
ツをラックに載せ、AX�4060 およびUF�1000i を UT�10 にて接続した尿
検査システムにて測定する。精査の必要な検体のみ遠心後、鏡検する。
【方法】1．導入前後の turnaround time（TAT）を比較検討 2．鏡検率の
変化を算出
【結果】1．導入前後のTATを比較：導入前のTATは約 30～40 分であっ
たのに対し、導入後は約 20 分と短縮した。2．鏡検率の変化：導入前は 1
日平均 84 検体を鏡検していたが、導入後（2013 年 12 月～2014 年 3 月）は
1日平均 37 検体となり、鏡検率は約 44％と減少した。
【まとめ】本システムの導入で、業務の迅速化・効率化に効果がみられた。
異常値を示す検体に、より多くの時間を費やすことができ、再検不要な検
体はリアルタイムで報告できるようになった。しかし、再検ロジックにつ
いては、精度の高い検査と作業効率の面から考えて更に検討していきた
い。

P2-34-3 一般検査におけるSM染色のバーチャルスラ
イド化による画像ファイリングシステムの構
築

○
ふ じ た よ し き

藤田 良生、柴田 亜砂美、土田 幸生、高尾 千寿、渡邉 清司、
星田 義彦

NHO 大阪南医療センター 臨床検査科

我々は一般検査業務において、尿沈査中の SM（Sternheimer�Malbin）染
色のバーチャルスライド化による画像ファイリングシステムの構築を行
なったので報告する。
一般検査業務においては尿沈査を観察する際には SM染色を用いること
が標準的である。しかしながら SM染色は、染色性が長時間持たないため
に、数時間のみしか検鏡できない欠点がある。したがって、尿沈査等でウ
イルス感染細胞や異型細胞の出現の際には 1時間以内に写真を撮る必要
があるほか、観察者、観察時間が限定されてしまうこと、後から見直しが
出来ないこと、見落としがあっても証拠として残らないことなどの問題
点が残っていた。
バーチャルスライドはスライドガラスの標本全体をデジタル写真として
取り込み、コンピューター上で、顕微鏡と同様の観察を行なう事を可能と
したデジタル画像である。現在、当院では主に病理診断業務で用いられ、
外来などで病理診断結果を患者に説明する際に電子カルテにおいて閲覧
できたり、詳細な病理組織検討を行なう研究会や学会等で使用したり、他
院で診断された病理標本の画像のファイリングに用いたりなど幅広く使
用されている。さらに、手術中の迅速遠隔診断に使用している施設なども
あり、今後益々医療現場で有効に活用されて行く事が予想される。
今回の SM染色の画像ファイリングシステムの構築により、臨床面で利
便性の向上が確保ができたほか、一般検査業務に客観性を持たせるなど
精度管理の面や希少症例の蓄積による尿沈査の臨床検査技師教育、研修
医教育など研修面でも有用であり、当院の医療レベルの向上に貢献でき
たと考える。

P2-34-4 生化学免疫部門における検体検査自動化搬送
システムの再構築と導入効果

○
くす ち え こ

楠 千恵子、森 聖二、中村 孝男、横溝 勝
NHO 長崎医療センター 臨床検査科

【はじめに】当院生化学免疫部門では，業務効率の向上とさらなる迅速な
結果報告を目指して，2013 年 2 月，新たに LAS接続する分析機を増設し
た搬送システムへ更新・導入した．検体検査自動化搬送システム再構築
と導入効果について報告する．【システム概要と処理工程】＜旧搬送シス
テム＞検体搬送システム：CLINILOG Ver.2・LAS接続機器：BM2250
（2 台），ARCHITECT（2 台）・LAS非接続機器：ADVIA CentaurXP，ル
ミパルスG1200・接続機器用の子検体は前分注処理，非接続機器用の子
検体および外注用子検体は後分注処理であった．＜新搬送システム＞検
体搬送システム：CLINILOG Ver.4・LAS接続機器：上記の機器全てを
LAS接続し，また cobas8000 を新たに追加接続した．・全ての子検体を，
前分注処理とした．【対象および方法】対象は，当院検査科に提出された
外来患者検体と限定し，患者到着から検査結果報告までを新旧搬送シス
テムで比較した．解析方法は，各処理工程毎に所要時間を算出し，TAT
にて解析した．【結果】新旧搬送で検体到着から測定開始時間を比較する
と，新搬送では，大幅に時間短縮が認められた．また，旧搬送では，検体
が多い時間帯で検体到着から初検開始までの所要時間に大きなバラツキ
が認められたのに対し，新搬送では所要時間がほぼ一定であった．【考察】
搬送システム更新によって，安定した検査結果を臨床側に提供出来るよ
うになった反面，今後，検体検査自動化搬送システムに何らかのトラブル
が発生した場合の対応がより一層必要となる．今後は，トラブル時の運用
方法を検討していきたい．
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P2-34-5 ISO15189 : 2012への移行審査に向けた検
体検査のSOP修正

○
た か た こ う じ

高田 耕自、岩谷 泰之、山中 清史、佐野 隆宏、嶋崎 明美
NHO 姫路医療センター 臨床検査科

【緒言】ISO15189 では、品質マネジメント要求事項と技術的要求事項を満
たして、継続的な業務改善を進めることが求められる。2013 年 8 月に ISO
15189 : 2007 の認定施設となった当院には 1年後の更新審査、さらに 2016
年 2 月までに 2012 年版に移行することが義務づけられている。そこで、
2014 年 8 月に更新審査と同時に 2012 年版認定審査を受けると決定し、準
備をしたので報告する。【方法】2012 年版への変更点の一つは、2007 年版
の標準作業手順書（SOP）に「患者の準備」、「結果が測定範囲外であった
場合の定量結果決定に関する指示」などを追加することであった。検体検
査（生化学）の SOPは 47 個存在し、毎年 1月に行う品質文書の見直しに
あわせて、改訂した。【結果】SOPの改訂は、見出しを変更することで対
応可能なものが大部分を占めていた。一方、電子カルテへの検査結果自動
送信のルール、機器間の項目間相関や不確かさの定期的な見直しなど、
ISO15189 : 2007 では設定されていなかったものが要求され、検査結果の
報告事項はより厳格なものとなった。【考察】SOPに則して業務を行うこ
とによって、どの検査科員でもある一定の品質が担保できるシステムを
構築することが、SOP改訂の目標である。ISO15189 を新規取得するため
に作成した SOPには、実際に認定を継続して行くのに困難な部分も見ら
れた。しかし、ISO15189 : 2012 への移行にあたって、検査の品質を低下さ
せず、実際の業務に則した SOPに改訂することが出来た。発表当日は、
本審査の指摘事項、対応方法も報告したい。

P2-34-6 Webを使用した新たな臨床検査業務統計の導
入

○
きたざわ と し お

北沢 敏男1,5、永井 正樹2,5、川口 祐二3,5、佐野 道孝4,5

NHO 千葉医療センター 臨床検査科1、
国立国際医療研究センター 中央検査部2、
国立長寿医療研究センター 臨床検査部3、
国立循環器病研究センター 臨床検査部4、
国立病院臨床検査技師長協議会 業務統計運用検討委員会5

【はじめに】
臨床検査統計は業務量を把握する目的で集計されているが，自動化と

検査技術の発展に伴い検査件数と業務量との乖離が問題となっていた．
そこで，平成 23 年 1 月から国立病院臨床検査技師長協議会では，国立

病院機構中国四国ブロックの辰島純二技師長を中心として平成 17 年度
に制定された「新統計」を礎として，改訂作業にあたった．
今回は，システム構築について発表する．

【方法】
今回の改訂では，「同規模施設間での比較ができること」という命題を

実現させるため，Webを利用することとした．サーバは，国立病院臨床
検査技師協会が利用しているレンタルサーバを共有させてもらい，デー
タベースにmysql，Web 開発には PHPを使用した．
各施設での集計は行わず，検査項目単位での件数報告を行う．検査項目

は，臨床検査項目分類コード（日本臨床検査医学会）の分析物コードに 2
桁の独自コードを付与した「運用コード」で標準化した．各施設では「運
用コード」に紐づけられた件数をサーバにアップロードする．アップロー
ドされたデータは，「運用コード」を元にして各種集計に利用される．集
計データは閲覧およびデータのダウンロードや，他施設との比較表示，同
一施設内の時系列表示が可能である．
【今後の展望】
データベースに蓄積されたデータは，検査項目単位で登録されている

ため，集計表の追加やルール変更等に柔軟な対応が可能と考えている．例
えば，項目単位での時系列あるいは施設間比較，前年同月比集計表示等
様々な展開が期待できる．また，検査科の経営収支に主眼をおいた経営統
計についても今後企画する予定である．発表当日は，導入までの経過や問
題点を含め報告する．

P2-34-7 当院の検査相談室に関するアンケート調査結
果について

○
やまざき まさあき

山崎 正明、佐藤 紀之、小松 和典
NHO 東京医療センター 臨床検査科

【はじめに】平成 24 年 5 月に開設した検査相談室は、検査説明書「なるほ
ど・ザ・検査 ミニ知識」を主に使用し、臨床検査技師が直接患者と付添
者に分かりやすく検査の説明をすることで、広い意味でのチーム医療と
患者サービス向上への取り組みの一環として行ってきた。この度、今後の
普及と内容の質の改善等に向けアンケート調査を実施したので、その結
果について報告する。
【実施概要】平成 26 年 2 月 17 日～28 日、外来採血室前の待合スペースに
て、患者および付添者を対象に調査を実施した。対象者に直接声掛けして
主旨を説明した後、口頭での同意を得た上でアンケート用紙を配布し、記
入後は速やかにその場で回収した。
【結果】202 人から回答を得た。＜1＞相談室をご存じですか→「知らない」
85％、当日に知った方が多数。今後、相談室を利用したいですか→「どち
らでもない」50％、「利用したい」40％。＜2＞「なるほど・ザ・検査ミニ
知識」をご存じですか→「知らない」90％、今後、配布方法を再検討。＜
3＞相談室では、どの様なことを質問したいですか→「自分が受けた検査
について」、「検査結果（数値）の見方」の順で多かった。＜4＞ご意見・
ご要望→「相談室があることは親切」「初めて知った、利用したい」「もっと
PRして欲しい」「主治医の説明との違いが分からない」など。
【まとめ】相談自体の取組みについては概ね好評価であり、院内掲示や職
員からの案内等を増やすなど積極的に PRすべきとのご意見が多かった。
今後、院内職員への再啓発や、当科においては説明できる技師の教育につ
いて検討し、更に実施件数の増加を図りたい。

P2-34-8 当院検査科発信の検査情報などの取り組みに
ついて

○
い ま い な お き

今井 直木1,2、高橋 学1、前野 まどか1、阿部 珠美1、
対馬 将文1、星 直樹1、三嶋 秀幸1、山崎 恭詩2

NHO 北海道がんセンター 臨床検査科1、
NHO 旭川医療センター 臨床検査科2

当院検査科では、TQM活動の一環として、院内向けや患者向けにさまざ
まな情報発信の取り組みを行なっているので報告する。当院では、平成 20
年よりTQM活動を始めており、2年連続して最優秀賞をいただくなど、
積極的に参加してきた。平成 24 年度に取り組んだ「当直時間帯の問合せ
Q&A集」を作成する際のアンケートで、看護師が検査について判らない
ままにされている事例が多いことに気付き、翌 25 年には、全面改訂して
「検査Q&A集」を作成。また、旬な話題や問合せ事例を基に、「検査の疑
問解決コーナー」や「検査科のメンバー紹介」「エコーボランテア募集」な
ど検査情報紙「検査科頼り」を発行した。合わせて、一般検査室前に、検
査説明をポスター、またエコー検査室前には、冊子タイプの読み物として
待ち時間に活用していただけるようにした。同様に待ち時間に見てもら
う目的と、尿がでない患者さん向けに、院内の水のみ場や、自動販売機・
売店・食堂などを写真入りで紹介する「院内絵図」を展示しました。今年
度は、さらに発展し院外の散歩コースなどを紹介する「ご近所絵図」など
に取り組むことにしています。



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

720 Yokohama, November 14-15, 2014

P2-35-1 リハビリテーション室の設置によるリハビリ
テーション業務の有効性について

○
あきおか り え

秋岡 理恵1、松尾 剛1、佐藤 純一1、平川 崇1、井上 智人1、
兼松 康久2

NHO 四国こどもとおとなの医療センター リハビリテーション科1、
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 脳神経外科2

はじめに当院では患者搬送など看護業務の軽減を目的に脳卒中センター
内に病棟リハビリテーション（以下 リハ）室を設置した。今回、この利
点と問題点を明らかにし、今後の課題を得たので報告する。対象と方法ア
ンケートは病棟看護師 22 名と当科 PT・OT8 名を対象に、病棟リハ室の
設置による利点、問題点、ADLなどについて多肢選択法と自由記載で
行った。結果看護業務の軽減など看護師の満足度は 100％と高い。看護師
とリハ科の患者情報共有については、看護師 80％、リハ科 62％が「良く
なった」と感じていた。患者の「できるADL」と「しているADL」の差
については、看護師では「縮小している」が 54％、リハ科では「以前と変
わらない」が 62％と、看護師とリハ科において解離があった。また、病
棟リハ室は狭く少人数体制とならざるをえない為、経験年数の少ない
PT・OTがリスクの高い患者の対応時や訓練手技に関して不安を感じて
いることが判明した。考察病棟リハ室の利点として、患者搬送などの看護
業務の軽減、病棟看護師とリハ科の患者情報共有が良くなった点があげ
られる。一方で看護師とリハ科の情報共有の向上が患者の「している
ADL」としてあまり反映されていないことや、リハ科内での患者訓練内容
の共有と手技指導の不足といった教育的な問題が判明した。問題点への
対策として医師、看護師、リハ科での脳卒中カンファレンスを週一回実施
している。それに合わせてリハ科内でのプレカンファレンスや勉強会を
開催し、早期での問題解決に取り組んでいる。今後はリスク管理に対する
対策や看護師とリハ科のADLに対する意識の解離をどのように解消し
ていくかなどが課題となっている。

P2-35-2 脳卒中リハサマリーを通じての地域医療連携

○
しのざき た か し

篠崎 貴志、大浦 宏樹
NHO 長崎川棚医療センター リハビリテーション科

【はじめに】
当院は ICUを有す、急性期病院に位置づけられ、年間 119 人の脳卒中患
者の入院がある。平成 25 年度、当院退院後の転帰先は、自宅 24 人（24％）、
回復期リハ病院 34 人（29％）、老人保健施設などの施設入所 47 人（39％）
となっている。退院後に継続したリハを必要とする場合や、発症からの経
過、回復段階を把握するために、後方施設や介護事業所へリハ情報提供書
（以下、サマリー）を添える場合がある。そのサマリーは、疾患名、基本
動作、ADL項目、リハプログラム等と、総括によって構成される。
【課題】
この書式は他疾患患者のサマリーにも用いられており、脳卒中に関する
特記事項は設けていない。更に、記載・提供する内容は担当セラピストの
評価・解釈に委ねている。また、当院は電子カルテシステムを採用する
が、サマリーとの連動もなく、患者プロファイルなどの入力の手間も有
し、時間的効率の悪さの声もあがっている。
【目的】
今回、脳卒中の後方連携の一手段として、サマリーの改訂をあげて取り組
みを行った。その方法として、後方施設に対し当院サマリーの内容につい
て、アンケートにて記入を依頼し、転帰先で求めている情報・項目の検討
を行い情報の充実化をはかった。そして、サマリー書式の変更、電子カル
テシステムとの連携も試みたので紹介する。

P2-35-3 ICU多職種カンファレンスでの鎮静管理の検
討による、早期能動的リハビリテーションへの
取り組み

○
きしもと た け し

岸本 剛志、田中 秀樹、福田 有希、高木 麻衣、安部 恭子、
上野 弘恵、井上 健

NHO 関門医療センター リハビリテーション科

当院リハビリテーション科では平成 21 年度より毎朝の ICUカンファレ
ンスへ参加し、多職種間での情報の共有化を図ってきた。早期端座位を共
通目標に離床の可否や実施時間帯を具体的に打ち合わせることで、ICU
において医学的管理下にある症例の早期離床、ADL能力改善を目的とし
ている。この結果、平成 24 年度の「ICU入室患者の入室から端座位開始
までの日数」は人工呼吸器管理下の症例も含め、平均 3.87 日であり、平成
21 年度の 13.5 日から約 10 日短縮された。この要因として多職種参加型
カンファレンスを通じ術後超急性期よりリハビリテーションを開始で
き、早期離床を意識した取り組みが強化できたことが挙げられる。しかし
人工呼吸器管理中で鎮静下に置かれた症例に対しては、他動的な関節可
動域練習、受動的座位までのリハビリテーションしか行えず、体幹や下肢
の抗重力筋、呼吸筋に対してのアプローチが難しい。そのため人工呼吸器
を離脱し ICU退室後も廃用症候群により歩行自立に至らなかったり、自
宅退院が難かった症例も多く経験した。そこで平成 25 年度より、人工呼
吸器管理下においても 1日 1回鎮静を中断し、覚醒を促し、能動的なリハ
ビリテーションを実施することを目標に、新たに鎮静コントロールにつ
いて朝カンファレンスにて多職種間で検討していく取り組みを行った。
当院では ICU専従の理学療法士は配置しておらず、鎮静中断後の苦痛の
評価、人工呼吸器との同調性などリアルタイムな情報を得るために今ま
で以上に病棟看護師との情報交換を密に行うことが重要であり、それら
の情報をもとに協業でリハビリテーションを行っていく必要があると思
われた。今回この取り組みについて報告する。

P2-35-4 内科，外科の混合病棟で行うリハビリテーショ
ンに対する看護師の意識調査

○
く ぼ な み

久保 奈巳、河野 沙也加、福岡 小央加、川崎 崇代、
藤田 由美子、加納 順子

NHO 四国こどもとおとなの医療センター 看護部

【目的】急性期と回復期が混在する内科，外科の混合病棟で行うリハビリ
に対する看護師の意識を明らかにする．【方法】1．対象：内科、外科の混
合病棟の看護師 15 名．2．調査方法：内容分析法．3．調査内容：独自に
作成したインタビューガイドを用いて半構成的面接で逐語録を作成し
た．有効回答率 100％．4．分析方法：逐語録から一つの意味内容で区切る
コード名をつけ，類似性に沿って分類，カテゴリー化した．5．倫理的配
慮：倫理委員会の承認を受け，対象者に説明を行い，同意を得た上で調査
を行った．【結果】『前向きな気持ち』『躊躇する気持ち』の 2つの大カテゴ
リーに分かれた．『前向きな気持ち』では，［具体的に何かをしようとする
気持ち］13 件と［具体性は無いが何かをしようとする気持ち］22 件と 2
つの中カテゴリーに分かれ，『躊躇する気持ち』では，［知識不足による躊
躇］22 件と［多忙による躊躇］30 件と多数であった．その他，リハビリ
スタッフとの連携に係る回答が，『前向きな気持ち』『躊躇する気持ち』両
方にあった．【考察】内科，外科の混合病棟の看護師は，患者のQOLの向
上のために何か行いたいという『前向きな気持ち』を持っているが，知識
不足や多忙を理由に『躊躇する気持ち』は、不安や戸惑いであり，ケアを
優先しなければならない現状が背景と考えられた．さらに，リハビリス
タッフとの連携の重要性が明らかになった．【結論】1．看護師はリハビリ
に前向きな気持ちと躊躇する気持ちを同程度もっていた．2．看護師は
様々な業務の中でジレンマを抱えながらも，患者のQOL向上のための意
識を持っていた．3．看護師はリハビリスタッフと連携をとり統一したリ
ハビリが必要である．
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P2-35-5 当院入院患者のポジショニングの実態調査

○
くまがい な る み

熊谷 成美、川村 是安、沖野 昭治、森 将貴、芝崎 嘉寿緒、
橋本 圭史、大谷 康徳、多田 明恵、沖野 千絵、中瀬 浩司、
廣田 治樹、東野 玄、井藤 大貴、中瀬 通子、古久保 敦子

NHO 南和歌山医療センター リハビリテーション科

ポジショニングは、何らかの疾病、障害を負い、自身において好ましい体
位をとることが困難な人や、治療等により強制的な体位が強いられる人
に対し、安楽を得ること、二次的な障害を予防すること、機能回復を促進
すること等を目的に実施される体位または姿勢の調節のことである。
当院リハビリテーション科では、平成 4年に開院して以来毎年 1回、主と
して看護師を対象に、患者のポジショニングに関する研修会を開催して
いる。しかし、研修の成果も一部認められるものの、多くの場合、研修会
の成果が十分であるとは言い難い現状がある。そこで、当院のポジショニ
ングの実態調査として、実際行われている患者のポジショニング場面を
写真撮影することとした。それにより当院入院患者のポジショニングの
現状を把握し、不良例の傾向について検討している。
当院は急性期病院であり、特に脳卒中片麻痺患者が多い。リハビリテー
ション科においても、年間治療する脳卒中患者は、総単位数の 4割を超え
る。そのため予防を観点として、麻痺側の保護や足部の尖足予防、褥瘡予
防等に対するポジショニングが求められるが、当院では、これらの点に関
して不十分であることが多かった。
今回は、症例数が少ないためにあくまで現状の傾向を分析した結果であ
るが、今後も実態調査を継続していく予定である。その結果を看護師へ
フィードバックし、互いにより良いポジショニングについて考察してい
くことで、各スタッフのポジショニング技術向上、患者へのよりよいケア
の提供に貢献していきたいと考える。

P2-35-6 ボツリヌス療法とリハビリテーションの継続
により歩容の改善が見られた左片麻痺の一症
例

○
いしかわ しんいちろう

石川 慎一郎、野口 青衣、豊岡 志保
NHO 山形病院 リハビリテーション科

【はじめに】ボツリヌス療法とリハビリテーション（以下リハビリ）の継
続により、歩容の改善が見られた左片麻痺の症例を経験したため報告す
る。【症例紹介】70 歳代後半、女性。2010 年脳出血発症し左片麻痺となる。
A病院、当院入院後、施設入所。2013 年 7 月 1 回目のボツリヌス療法
（上肢のみ）とリハビリ実施。同年 11 月、2回目（以後上下肢）。2014
年 3 月、3回目実施。【理学療法評価（2回目入院時）】BRS：左上下肢 III、
手指 II ROM：左股関節外転制限 MAS：左股関節内転筋群 3、足関節
底屈筋群 2 感覚：中等度鈍麻 歩行は SHB装着し四点杖にて 10m見
守り。全身的に筋緊張が高く、動作時や精神的緊張により更に亢進してい
た。特に左足部は動作時に内反、足趾の屈曲が強まる状態であり、立位や
歩行において左足底への荷重が十分に行えず、立位保持や左立脚期での
安定性が低下していた。またご本人なりの動作パターンが確立されてお
り、新しい動作に対しての恐怖感や抵抗が強く見られていた。【理学療法
プログラム】下肢、体幹の関節可動域運動、動作練習（左右への寝返り）、
左殿部への荷重を意識した座位練習、左足底への荷重を意識した立位、歩
行練習を主に実施した。【経過】1クール内での機能の大きな変化は見られ
なかったが、継続的にみると 3回目のボツリヌス療法実施後には、下肢の
ROMやMASの改善が認められた。それにより立位時に左足底が接地し
やすくなり荷重がしやすくなったことや歩隔が拡大したことにより歩容
が改善された。【考察】ボツリヌス療法と集中的なリハビリを継続的に行
なうことで、徐々にでも機能改善や能力向上を図ることが出来る可能性
があると考えられた。

P2-35-7 両側延髄内側梗塞に対するリハビリテーショ
ンの経験

○
あ ず ま み ち と

吾妻 導人1、玉田 良樹1、庄子 拓良1、足立 里英1、嶋 悠也1、
大久保 裕史1、奥津 良太1、香川 賢司2、西野 晶子2

国立国際医療研究センター国府台病院 統括診療部門理学療法室1、
国立国際医療研究センター国府台病院 脳神経外科2

【はじめに】両側延髄内側梗塞は極めて稀な疾患で、生命予後不良とされ
ている。今回、両側延髄内側梗塞に対して早期よりリハビリテーションを
行う機会を得、病棟との密な連携により良好な転帰を得ることができた
のでその経験を報告する。【症例紹介】60 歳代男性。平成 25 年 10 月両側
延髄内側梗塞と診断され当院入院。初期評価時、意識レベル JCS1～10。
BRS右側 3－4－2、左側 3－4－2。舌咽神経、副神経、舌下神経に障害を
認めた。感覚は表在・深部ともに下肢に軽度～中等度鈍麻。呼吸状態は、
酸素投与 1L（鼻腔カニューレ）にて SpO2 96％。両肺に rhonchi を認めた。
基本動作は全介助レベルであった。【経過及び結果】理学療法は，第 2
病日より介入した。早期離床と呼吸リハを実施するとともに、誤嚥性肺炎
による呼吸不全の増悪を防止するため、看護師に対してのポジショニン
グ指導などを実施した。第 6病日より鼻腔カニューレを着用し酸素流量 3
Lにて車椅子乗車を実施した。第 8病日より吊り下げ式歩行器を用いて
歩行訓練を開始した。第 13 病日には室内気にて SpO2 95％となった。第
25 病日両側下肢にORTOP AFOを着用し、pick up walker 歩行を開始し
た。第 50 病日に四肢麻痺BRS右側 6－6－5、左側 6－6－5、ADLは BI
40 点となり回復期病院へ転院となった。【考察】本症例は、誤嚥性肺炎を
併発し重度の四肢麻痺・嚥下障害を呈した。しかし、重度の中枢性呼吸障
害がなく嚥下機能が早期から順調に回復してきたこと、早期より積極的
な離床・早期歩行を実施したこと、肺炎の増悪予防のため病棟と連携し
頻回な体位変換や口腔ケアなどを実施したことにより良好な経過をたど
ることが出来た。

P2-35-8 脳出血により claw toe を呈した患者の足底
へシリコン製簡易装具を入れ、疼痛の改善がみ
られた一症例

○
か め だ ゆういち

亀田 佑一、増渕 和宏、安西 広晃、大和田 広樹、
大日方 俊介、伊藤 玲、廿楽 敬幸、近藤 隆春、大塚 友吉

NHO 東埼玉病院 リハビリテーション科

【はじめに】脳出血による筋緊張亢進により claw toe を呈する症例に対し
て足底にシリコン製簡易装具を入れたことにより荷重時の疼痛の軽減、
歩行速度の上昇がみられたので以下に報告する。【症例】59 歳男性。平成
25 年 2 月 15 日発症の右被殻出血。左片麻痺。【身体所見】Br.s 上肢 2、手
指 2、下肢 4、表在感覚：重度鈍麻、深部感覚：中等度鈍麻、麻痺側膝蓋
腱反射亢進、アキレス腱反射亢進、クローヌス（－）、歩行はプラスチッ
クAFO装着し四点杖にて見守りで可能。立位荷重時に claw toe が出現
し、母趾から中趾の先端に疼痛あり。【装具】材料は買い物袋用のシリコ
ングリップを用いて、母趾から中趾を支持しやすいように切断して使用
した。【評価】評価項目は安静立位荷重量、麻痺側下肢への最大荷重量、
10m歩行、timed up & go test（以下TUG）を用いてシリコン製簡易装具
を装着した時としていない時とを比較した。疼痛の評価は visual ana-
logue scale を用いておこなった。【結果】安静立位荷重量、麻痺側下肢へ
の最大荷重量は軽度の増加、疼痛も軽減していた。10m歩行、TUGでも
歩行速度の上昇、疼痛の軽減がみられた。【考察】本症例は立位荷重時に
麻痺側足趾屈筋群の筋緊張が亢進し、近位趾節間関節・遠位趾節間関節
が過屈曲となり、足趾先端に過剰な圧がかかり疼痛を引き起こしていた。
シリコン製簡易装具を入れたことにより長指屈筋、長母指屈筋が持続伸
長され筋緊張の亢進が抑制され、近位趾節間関節・遠位趾節間関節の過
屈曲が軽減した。更にシリコン製簡易装具を装着したことにより足趾先
端が除圧され疼痛が軽減したため歩行での麻痺側立脚期に荷重量が増加
し、歩行速度が上昇したものと考えられる。
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P2-35-9 平成25年度における村山医療センターの回
復期リハビリテーション病棟患者動向報告

○
きよはら ひろし

清原 宏、高橋 宏幸、星 永剛
NHO 村山医療センター リハビリテーション科

村山医療センターは 40 床の回復期リハビリテーション病棟（以下回復期
病棟）を運営しており、それぞれ PT6 名 OT2 名 ST1 名を専従専任として
配属している。平成 25 年度の施設基準等は、入院料 1、休日リハ提供体制
加算、リハ充実加算を届けていた。今回当院の回復期病棟に平成 25 年 4
月 1 日から 1年間に入棟した患者動向を考察を交えて報告する。
【平成 25 年度報告】
当該期間における入棟者数は 145 人（男女比 1.3 : 1）。うち退院者数は 105
人。年齢は 19 歳から 93 歳まで平均 66.87 歳±14.23。退院者のうち家庭復
帰者は 70 人（66.7％）、施設入所者は 13 人（12.4％）、病態悪化等で転院・
転科は 16 人（15.3％）、転棟は 6人（5.7％）であった。疾患別リハ算定患
者数の割合は、脳血管リハ 57％、運動器リハ 16％、廃用リハ 27％。患者
一人当たりの年間一日平均単位数 6.5 単位。在院日数の平均は約 87 日。自
宅退院率は 78.7％であった。
【自宅退院者と施設入所者の違い】
自宅又は施設に退院した中で、自立または介助歩行 50m可能な者は 74
人（自宅：施設＝63 : 11）。退院時 Barthel index（以下 BI）の平均得点は
自宅：施設＝79 : 42、最高点 100 : 95、最低点 5 : 5。明らかに歩行能力のあ
る者の自宅退院率は高く、しかし全体を見るとBI が高くても施設入所し
た者、逆にBI が低くても自宅退院できた者もいた。転帰先は、身体機能
のみならず種々のことが影響して決定されることであるが、自宅復帰を
第一に考えた理学療法のあり方も検討していきたい。

P2-36-1 当院での心臓リハビリテーションの効果～合
併疾患の影響を検討して～

○
くちいし ともひで

口石 智秀1、森川 慶子1、三角 郁夫2

NHO 熊本再春荘病院 リハビリテーション科1、
NHO 熊本再春荘病院 循環器内科2

【はじめに】心臓リハビリテーション（以下心臓リハ）を行う症例は目的
とする心疾患以外を合併するために活動能力（以下ADL）が制限されて
いる症例があり、リハビリの効果も制限される可能性がある。【目的と方
法】今回我々は 2011 年から 2013 年までに心臓リハを施行した 151 例（男
性 92 例、女性 59 例、平均年齢 77.3±13.0 歳）について、合併疾患により
ADLが制限されたA群 52 例と合併疾患のないB群 99 例について心臓
リハ前後でのADLを Barthel Index を用いて検討した。【結果】合併疾患
は、精神的な意欲低下（全体の 7％）、不整脈（4％）、高血圧（10％）、脳
血管障害、認知症、肺気腫などであった。平均年齢はA群で 80.3±10.6
歳、B群で 75.7±13.9 歳とA群で高かった（p＜0.05）。Barthel Index は
心臓リハ前後ともにB群で高かった（心臓リハ前：A群 51.5±28.7、B
群 77.5±16.2（p＜0.0001）。心臓リハ後：A群 65.9±27.6、B群 90.3±12.5
（p＜0.0001））。しかし、A群、B群ともに心臓リハ前後でADLの向上を
認めた（いずれも p＜0.0001）。【結語】心臓リハは合併疾患により活動能
力（ADL）が制限された患者であってもその効果があることが示された。

P2-36-2 心臓血管外科開心術後の離床経過が術後在院
日数に及ぼす影響について

○
ま す き ち か

舛木 千香1、林 宏則1、田邊 良平1、田口 徹也1、佐藤 克敏2、
瀧口 福人3

NHO 東広島医療センター リハビリテーション科1、
NHO 東広島医療センター 心臓血管外科2、
国立療養所長島愛生園 リハビリテーション科3

【はじめに】心臓血管外科開心術後の離床経過が術後在院日数に及ぼす影
響について検討した。【対象】平成 25 年 2 月 1 日から平成 26 年 4 月 30
日の期間に心臓血管外科にて開心術を施行した 70 例のうち、当院の開心
術後 2週間リハビリプログラムが適用された 37 例を対象とした。【方法】
各ステージ（1：受動座位、2：端座位・尿器使用、3：室内移動・Pトイ
レ使用、4：病棟トイレ使用、5：病棟内移動）への到達日数と遅延率を調
査し、術後在院日数へ及ぼす影響を検討した。【結果】対象者は、平均年
齢 68.2 歳、男性 26 例�女性 11 例、BMI22.7、主病名：虚血性心疾患 19
例�弁膜症 14 例�胸部大動脈疾患 4例、手術経緯：待機 32 例�緊急 5例で
あった。各ステージへの平均到達日数�遅延率は、1 : 1.2 日�8％、2 : 2.9
日�10.8％、3 : 3.5 日�5.4％、4 : 5.5 日�8％、5 : 7.4 日�29.7％であった。術後
在院日数は平均 20.5 日であり、ステージ 5到達日数のみ術後在院日数と
中等度の相関がみられた。遅延要因は、気分不良 6例、血圧異常 6例、不
整脈 4例、創部疼痛 4例、息切れ 2例、糖代謝異常 1例、その他 2例（下
肢運動器疾患、脳梗塞後遺症）であった。【考察・まとめ】当院の心臓血
管外科開心術後の離床経過において、病棟内歩行自立までの到達日数の
遅延が術後在院日数に影響を与えることが示唆された。術後患者では運
動負荷の増大に伴い心機能や合併症、術前ADLなどの影響が顕在化する
ことが考えられ、負荷量を増強した際の諸症状への対応を今後検討する
必要がある。

P2-36-3 Talk Test を用いた負荷量決定の検討～CPX
によるAT処方との比較～

○
あ だ ち なおゆき

足立 直之1、西濱 佑斗1、尾上 諒介1、山田 竜一郎2、
羽島 厚裕1、田中 成和1、小池 明広3、北山 次郎1,4

NHO 福岡東医療センター リハビリテーション科1、
NHO 嬉野医療センター リハビリテーション科2、
NHO 福岡東医療センター 循環器内科3、
NHO 福岡東医療センター 脳血管内科4

【諸言】心臓リハビリテーションにおける運動療法は、その中核を成す一
つである。適切な負荷量による運動療法は、運動耐容能やADL、QOL
を改善することが諸家らにより多数報告されている。適切な負荷量を設
定するためには心肺運動負荷試験（以下、CPX）による嫌気性代謝閾値
（以下、AT）を用いることが有用ではあるが、実際には施設状況やスタッ
フ数の問題などから、実施されない施設も多い。そこで今回、先行研究に
則ったTalk Test（以下、TT）による負荷量設定を行い、CPXによる負
荷量設定との相関を比較した。【対象】AMI2 例、CHF1 例である。対象者
の平均年齢は 73.6（66～83）歳であった。なお全対象者に対し、目的を説
明し同意を得た。【方法】CPXによる負荷量を決定後、処方負荷 70％、
100％、130％で自転車エルゴメータを実施し、Borg Scale による主観的運
動強度（以下、RPE）および同様の評価表を用いたTTによる客観的評価
を行い、対象者の息切れと疲労を評価した。TTは、運動中に約 350 文字
の文章を音読してもらい、その時の息切れや疲労をBorg Scale にて評価
してもらった。【結果】処方負荷 70％の RPEは 10.6±0.6、100％では
12.3±0.6、130％では 13.6±1.1 であった。TTでは、70％では 10.6±0.6、
100％で 11.6±0.6、130％では 13±0 であった。【考察】今回、CPXによ
る負荷量を決定し、それをもとにTTとの関係について調査した。TT
と比較し PREの方が若干高い値を示しており、主観的評価と客観的評価
に多少の差があった。この結果より、TTによる運動処方決定の際には、
Borg Scale にて 11～12 程度が適切と思われた。先行研究においても同様
の結果が出ており、今後は症例数を増やし更なる検討を行いたい。



第 68回国立病院総合医学会 723

P2-36-4 合併症高リスクのStanfordB型急性大動脈解
離症例に対しリハビリテーションを行い、合併
症を予防し運動耐容能の向上を図れた一例

○
うめざわ た つ や

梅澤 達也1、櫛田 幸1、森澤 妥1、宮川 貴史2

NHO 埼玉病院 リハビリテーション科1、NHO 埼玉病院 循環器内科2

【はじめに】
一般に、大動脈解離の偽腔開存型は大血管由来の合併症を 11％の割合で
引き起こすと言われている。今回、大動脈最大径や臓器虚血等の所見か
ら、合併症のリスクが高い症例を経験した。リスク管理の下リハビリを実
施した結果、大血管由来の合併症を予防し、運動耐容能の向上が図れたた
め報告する。
【症例】
50 代男性、会社員。胸背部痛を自覚し近医受診。StanfordB 型急性大動脈
解離（開存型）の診断を受け、合併症として急性心不全、左腎動脈血流障
害が認められ入院。第 2病日に当院へ転院。CT所見より、下行大動脈お
よび左腎動脈に偽腔が認められ、下行大動脈径は 48mmであった。
【経過】
当院の心臓リハビリテーションプロトコール（以下心リハプロトコール）
を参考にし、大動脈解離リハビリテーションを実施した。降圧目標は運動
時血圧 150mmHgである。リハビリテーションは第 4病日から開始し、開
始時の運動時血圧は 122mmHgであり、第 8病日では運動時血圧 157
mmHgとなり降圧目標を超え、6分間歩行距離は 150mであった。そこで
心リハプロトコールの進行を遅延させ、歩行時間を短縮させた。第 22
病日では運動時血圧 155mmHg、6 分間歩行距離 360mであり、6分間歩行
距離の拡大を図ることができた。第 24 病日には、大動脈径の拡大や再解
離等の合併症は認められず、自宅退院となった。
【考察】
大動脈解離リハビリテーションは十分な血圧管理の下、進行度の調整を
する必要がある。心リハプロトコールの進行では、血圧高値の場合は進行
を遅らせ、歩行時間を短縮させるなど速やかに対応した結果、合併症を予
防し、運動耐容能の向上に繋がったと考える。一方で、当院での大動脈解
離プロトコールの作成が今後の課題である。

P2-36-5 高度僧帽弁閉鎖不全症にて頻脈性心房細動を
認めた症例に対しての運動療法と教育介入

○
ほ そ だ あきひろ

細田 明寛、鈴木 理香、岡田 久
NHO 名古屋医療センター リハビリテーション科

【はじめに】心臓リハビリテーション（心リハ）は心機能障害を評価し運
動と教育介入を行う．今回高度僧帽弁閉鎖不全症で入院し僧帽弁形成術
を施行した症例にて，頻脈性心房細動に対し心電図モニター監視が脈拍
欠損の発見に繋がり運動負荷調節に有用だったこと，患者教育を十分に
行わないと心機能障害誘発に繋がることを学んだので報告する．【対象】
65 歳，女性，性急で活動的な性格．X年 9月僧帽弁閉鎖不全症にて心不全
増悪し入院．【経過】入院 3日目より心リハ介入．歩行 100m超えると息
切れと胸部不快感が出現．脈拍数 70～90 回�分であったが，心拍数は一過
性に 140～150 回�分に上昇し脈拍欠損が認められた．脈拍欠損が息切れ
や胸部不快感の原因と推察し心電図モニター監視下で脈拍欠損に注意し
つつ運動療法を実施し，並行して活動量が過負荷にならないように患者
教育を行った結果，心不全悪化徴候なく経過し僧帽弁形成術が施行され
た．術後 5日目より心リハ再開．8日目に収縮期血圧・体重が上昇傾向
だったので主治医に報告，症例が指示された活動量を厳守できなかった
ことが原因と，心リハは落ち着くまで中止となる．9日目洞調律から心房
細動へ移行，抗不整脈剤投与しても変わらず電気的除細動が施行され血
行動態安定．主治医と相談し患者指導のみ実施．術後 14 日目退院．【結語】
心リハの運動療法はバイタル変動・体重確認など注意すべき点が多い
が，今回頻脈性心房細動による脈拍欠損が症状の原因であった．理学療法
士は心機能障害の原因から適宜何がリスク要因となるか考え介入するこ
とが大切であると学んだ．また入院中・退院後に心不全増悪させないよ
うにする地道な教育介入の大切さも学んだ．

P2-36-6 心不全患者における心臓リハビリテーション
プログラム導入前後の比較

○
くわもと み ゆ き

桑本 美由紀、河野 明彦、井上 恵美
NHO 浜田医療センター リハビリテーション科

【はじめに】当院では平成 24 年 3 月に心大血管リハビリテーション 1の
施設基準を取得した。心臓リハビリテーション（以下心リハ）導入にあた
り、担当医師や病棟看護師に対して対象疾患やリハビリプログラムなど
について説明し、多職種によるカンファレンスを立ち上げ、多くの対象患
者により良いリハビリを提供できるよう努めてきた。今回、心リハ導入前
後で、リハビリ科への紹介患者にどのような影響があったかを調査した。
【方法】対象は当院循環器科へ入院した心不全患者とし、内訳は心リハ導
入前 111 名（男 39 名、女 72 名）、平成 24 年 3 月導入後 112 名（男 45
名、女 67 名）である。心リハ導入前後におけるリハビリ科紹介患者の割
合と紹介までの日数、入院日数、患者背景として年齢を後方視的に調査し
比較検討した。また、死亡例は除外対象とした。【結果】リハビリ科紹介
の割合は導入前で 19.8％に対し、導入後は 58.0％と増加しており、より
多くの対象患者へリハビリが提供されていたという結果となった。患者
背景は 2群間で差はなかったが、2群とも男性に比べ女性の年齢が有意に
高かった。一方、リハビリ科紹介までの日数（13.1±13.7 日 VS 9.2±6.9
日）と入院日数（28.2±24.3 日 VS 25.3±19.6 日）には有意差がなかった。
【考察】心リハ導入後は心不全患者のリハビリ科への紹介割合が増加して
おり、循環器科医師や当該病棟看護師に心リハの認識が増えたことが示
唆された。

P2-37-1 橈骨遠位端骨折患者の可動域と受傷側の使用
頻度の関係

○
は ら だ るい

原田 塁、永田 光二郎、山重 圭、山崎 未紗
NHO 嬉野医療センター リハビリテーション科

【はじめに】当院では橈骨遠位端骨折患者に対し掌側ロッキングプレート
を施行し、術後翌日よりOTを開始している。OT終了後に自動関節可動
域（以下ROM）が低下している患者も見られる。このROMの低下は定
動機会の少ない非利き手の受傷側に起こりやすいと仮説をたてた。更に
年齢層別についても検討したので報告する。【対象・方法】H22 からの 4
年間に橈骨遠位端骨折した 49 名（男 3女 46 平均年齢 68 歳）を対象と
し、受傷側が利き手の患者をA群、非利き手をB群とした。ROMの維持
を調べるため、A、B両群ともリハビリ終了から半年後の手関節・前腕
ROMを測定し、OT終了時を 100％の基準とした比率で算出した。また
各年齢層によるROMの違いについても検討し、疼痛はNRSで評価し
た。【結果】A群のOT終了時を基準とした半年後のROMの平均比率は
掌屈 106％ 背屈 120％ 回内 117％ 回外 104％となった。B群では掌
屈 116％ 背屈 123％ 回内 129％ 回外 121％となったが、利き手・非
利き手の間に有意差は見られなかった。年齢層別では 50 代以下では誰も
ROMの低下はなく、60 歳以上では 37 名の中 11 名が低下していた。疼痛
は平均NRS 2～3 と両群、年齢層での差はなかった。【結果】受傷側が利き
手と非利き手には有意な差は見られなかったが、年齢層によるROMの
維持には差が見られた。50 代以下の年齢層でROMの低下見られないの
は、利き手・非利き手は関係なく仕事・家事で使用する頻度が多いため
と考えられる。また高齢であっても活動頻度が多く患手の使用機会が多
いとROMの低下が少ないと考えた。これらから生活動作がセルフケア
のみといった活動レベルの高齢者ではROMが低下しやすく、生活指導
の重要性が高いということが分った。
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P2-37-2 Micronail 使用による橈骨遠位端骨折の後療
法の検討

○
かさはら せいすけ

笠原 誠介、池西 喜久代、室 依子、吉木 奈王子、麻生 紋子
NHO 関門医療センター リハビリテーション科

【はじめに】橈骨遠位端骨折に対する観血的治療においては掌側ロッキン
グプレートによる治療が主流であるが、近年では髄内釘を用いた低侵襲
治療の有用性も認められており、当院においては患者様の生活状況・
ニーズを考慮し本法による治療法を導入している。【目的】今回、橈骨遠
位端骨折に対し髄内釘（MICRONAILⓇ WRIGHT社）を用いた症例の治
療経験を得たので若干の考察を加え報告する。【症例紹介】80 歳代女性。
近医入院中に転倒し受傷。精査及び加療目的にて当院入院となる。X�P
にて右橈骨遠位端骨折、尺骨茎状突起骨折（AO分類：A－2）を認め手術
適応となった。【手術・所見】受傷部は背側転位しており、K－ワイヤーを
用いて仮整復を行い、橈骨茎状突起中央部より展開しマイクロネイルを
施行。尺骨茎状突起は保存にて経過観察。術後は前腕掌側シーネ固定とし
た。【治療経過】術後は寒冷療法・上肢拳上を励行。翌日より、患部以外
の可動域訓練を開始。術後 7日でシーネ固定から簡易リストサポーター
に変更。術後 14 日で抜糸、自他動手関節可動域訓練を開始した。【考察】
本症例では骨融合を優先するため、運動開始が遅延したが、早期より
ADLでの使用は可能なものであった。本法施行は患者様の要望を満たす
手術法として有用性の高いものであるが、後療法においては二次障害の
予防・生活状況を配慮したADLへのアプローチが早期の機能回復・社
会復帰へ繋がるものと考える。【まとめ】本法においては適応限界等の報
告例もあり、後療法においては医師との検討を十分に行うことが重要で
ある。

P2-37-3 自家神経と人工神経による二度の尺骨神経再
建術を施行した一例に対する作業療法

○
もり りょうすけ

森 亮介、高橋 美幸、中山 崇、羽賀 登美子、黒木 理絵、
小柳 穏、横田 純一

NHO 仙台医療センター リハビリテーション科

【はじめに】尺骨神経損傷に対し、自家神経と人工神経による二度の移植
再建術を施行した症例を担当した。自家神経移植後、一年以上の作業療法
（以下OT）により緩やかな改善がみられたが、筋力低下・感覚障害が残存
した。その後、人工神経移植を行いさらなる改善が見られたので経過を報
告する。【手術経過】30 代男性、H24�10�16 仕事中プレス機に右手を挟
まれ受傷。右橈骨遠位端骨折、尺骨神経損傷、環指・小指屈筋腱・伸筋腱
断裂し、手術施行。右環指・小指FDS切離し、FDP、EDCを中指に移行
10�31OT開始 11�8 尺骨神経欠損部に左腓腹神経移植 H26�2�20 人工神
経移植【OT経過】計 3回の入退院を繰り返しながら、週 3回外来OT
実施。1）腓腹神経移植後：介入初期は、長期固定によりROM制限著明。
環指・小指感覚脱失、FDP・虫様筋MMT0。MP、IP 同時屈曲不十分で母
指と示指のピンチ動作のみ可。ADLにて右手の実用的な使用困難。
ROMex、ブロッキング ex、手指巧緻動作 exなどの治療により屈筋群、
手内在筋の筋力向上し、ボタン操作、書字も可能となる。OT治療から一
年経過後、手掌面から環指尺側近位部の感覚は SWM4.56 番知覚可。しか
し、小指の感覚障害変わらず、環指・小指の自動屈曲（MP�PIP�DIP）30̊�
75̊�60̊、20̊�65̊�60̊ まで改善後、変化認められず。2）人工神経移植後：
環指尺側部全域にて SWM4.31 番へと改善、全指の自動屈曲可動域拡大と
環指のMP単独運動が可能となる。【まとめ】FDP、虫様筋などの手内在
筋の筋力向上により、環指・小指の自動屈曲が得られ握力が改善した。手
術による外科的治療と作業療法の併用により、まだ実用手としては不十
分だが、神経が回復し感覚、筋力の改善につながった。

P2-37-4 肩関節拘縮を伴った肩関節周囲炎の治療経過

○
おかざき しゅん

岡崎 瞬1、有賀 一朗1、玉井 敦1、小林 博一2

NHO まつもと医療センター 中信松本病院 リハビリテーション科1、
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 整形外科2

左肩関節拘縮を伴った肩関節周囲炎の症例を担当し治療を行ったので報
告する．【症例】54 歳女性，介護作業で左肩痛が出現した．当科受診し，
左肩周囲炎の診断で理学療法を行った．【評価及び経過】初期評価では，
夜間痛が著明で，運動時痛も強く，左肩周囲筋の筋緊張亢進していた．関
節可動域（以下，ROM）は，屈曲 100̊，外転 70̊，外転位 90̊ での外旋お
よび内旋は計測不可，C7 thumb distance（以下，CTD）は 44cmであっ
た．最初に筋緊張緩和を目的にHold & relax を実施し，肩甲胸郭関節およ
び肩関節周囲筋のリラクセーションを中心に介入した．4か月後には，疼
痛および筋緊張は改善傾向し，屈曲 125̊，外旋（外転位 90̊）40̊，内旋
（外転位 90̊）－10̊,CTDは 30cmで可動域の改善を認めた．この頃より
ホームエクササイズとして，大胸筋ストレッチ・結帯動作・結髪動作を
開始し，他動的には肩甲骨を固定し肩甲上腕関節のROM訓練を行った．
8か月では，夜間痛や運動時痛はなく，筋緊張は改善した。ROMは，屈
曲 145̊，外転 95̊，外旋（外転位 90̊）80̊・内旋（外転位 90̊）20̊,CTD
は 16cmで健側とほぼ同等となり、ADL障害もなく理学療法を終了とし
た．【考察】初期は疼痛が強いため筋緊張を緩和させることに難渋し，同
時にROMの改善にも苦労した．今回の症例を経験し、筋緊張に対しては
Hold&relax，関節可動域制限に対してはホームプログラムや肩甲上腕関
節の可動域練習が重要な役割を果たしたと考えた．拘縮を伴った肩関節
周囲炎では，いかに早く筋緊張を緩和させ、ROM改善ができるように患
者ごとにアプローチを検討すべきある．

P2-37-5 腱板断裂術後後療法を担当した一症例

○
いそむら たかみつ

磯村 隆充1、後藤 恵子1、有賀 一朗1、玉井 敦1、小林 博一2

NHO まつもと医療センター 中信松本病院 リハビリテーション科1、
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 整形外科2

右肩腱板断裂を呈し、肩腱板断裂手術を施行。後療法を担当し、経過が良
好だったので報告する。【症例】70 代男性。右利き。特に誘因なく右肩痛
出現した。当院受診し右肩腱板断裂と診断され保存療法を行っていたが、
疼痛に改善見られず手術を施行し、術後理学療法開始した。【治療及び経
過】術翌日より右肩術創部周囲の熱感、腫脹、疼痛が認められ、肩関節周
囲筋には筋緊張亢進が認められた。術前の関節可動域（以下、ROM）は
屈曲 140̊、外転 100̊、外旋（外転位 90̊）80̊、C�7 thumb distance（以下，
CTD）はTh12 レベルであった。最初に、筋緊張緩和目的に肩関節周囲筋
リラクセーションとしてマッサージやストレッチングを実施した。さら
に肩甲骨周囲筋の柔軟性維持・改善を目的に、自主運動として肩甲骨挙
上・内転方向へ肩甲帯の運動指導を行った。また他動的ROM訓練は肩
甲骨を固定して屈曲・外転・外旋（外転位 90̊）方向から開始した。術後
3週で肩外転装具が外れた後、全方向へROM訓練を行い、肩甲帯の筋緊
張は低下し、ROMは拡大した。術後 6カ月で ROMは屈曲 140̊、外転
100̊、外旋（外転位 90̊）80̊、CTDは Th7 レベルで健側と同等となり疼痛
も消失し、理学療法終了となった。【考察】肩甲帯の筋緊張亢進によって
疼痛が生じると、ROMの制限因子になると考え、自主運動に重点を置い
て介入を行った。肩甲帯運動を正確に実施することで疼痛の発生を抑制
し、肩甲上腕関節の動きを早期に拡大する事ができ、最終域までROM
訓練を行えたと思われた。今回の症例より自主運動に着目して介入する
事も重要であると考えられる。
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P2-37-6 広範囲腱板断裂術後に肩甲上腕関節に可動域
制限を呈した一症例

○
まつおか だ い ご

松岡 大悟1,2、有賀 一朗1、矢部 美紀子1、玉井 敦1、小林 博一2

NHO まつもと医療センター 中信松本病院 リハビリテーション科1、
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 整形外科2

広範囲腱板断裂術後に肩甲上腕関節の可動域制限を認めた症例を経験し
たので報告する。【症例】71 歳女性。ブドウの農作業中、右肩に疼痛出現
し当院受診した。精査の結果、棘上筋から棘下筋にかけての腱板断裂と診
断され、肩腱板断裂手術施行し、翌日より理学療法を開始した。術前評価
では、関節可動域（以下、ROM）は屈曲 150̊、外転 95̊、外旋（外転位 90̊）
80̊、内旋（外転位 90̊）30̊、水平屈曲 110̊。C7�thumb distance（以下、
CTD）8cmであり、自動運動で肩甲胸郭関節の代償があった。【治療及び
経過】3週間の肩外転装具を装着していたが、術翌日より他動的に肩周囲
筋のリラクゼーションおよびROM訓練を実施し、肩周囲筋の伸張を図
り防御的筋収縮を誘発しないよう介入を行った。術後 4週で外転枕に変
更し、その時期から肩甲上腕関節のROM拡大を図るために肩甲骨を固
定し屈曲、外旋、水平伸展、水平屈曲方向への持続的伸張を行った。この
際、腱板修復部に対して必要以上の負荷をかけないよう伸張方向や強さ
に留意した。5週で外転枕がはずれ、全方向への自動および他動的ROM
訓練を開始した。退院時ROMは屈曲 140̊、外転 90̊、外旋（外転位 90̊）
60̊、内旋（外転位 90̊）10̊、水平屈曲 95̊。CTD33cmであり、回旋動作と
水平屈曲にて疼痛、可動域制限が生じていた。【考察】今回生じたROM
制限の原因としては、肩甲上腕関節のROM訓練が不足していたと考え
た。術後早期から肩周囲筋の筋緊張が亢進するため、十分なリラクゼー
ションと早期から肩甲骨を固定した肩甲上腕関節への他動的ROM訓練
が重要であると考える。今回の経験をもとに、次回からの治療へと反映し
ていきたい。

P2-37-7 殿部悪性軟部腫瘍に対し筋・神経広範切除術
後リハビリにより自宅退院に至った症例

○
たかくわ つばさ

高桑 翼1、山家 健作2、日浦 雅則2、長谷 宏明2

NHO 呉医療センター リハビリテーション科1、NHO 米子医療センター2

【はじめに】
悪性繊維性組織球腫により大規模な広範切除術を実施した症例を経験し
た。当初は切断術も検討されたが本人・家人希望により広範切除術とな
り、股関節の易脱臼など多くの機能障害は残存したが自宅退院に至った
症例をここに報告する。
【症例紹介】
70 代後半男性でHDS�R 20 点。妻、次女と 3人暮らし。現病歴は 2011
年 11 月より左殿部痛発症、腫瘤自覚。2012 年 3 月腫瘤急速に拡大当院紹
介。確定診断を受け、同年 5月 11 日広範切除術実施。住環境は持ち家で
玄関に 20cmの段差有り、手すりなし。
【手術方法】
広範切除部位として、筋肉は大殿筋、中殿筋、小殿筋、大腿二頭筋長頭、
股関節外旋筋群、大腿筋膜張筋と外側広筋の一部。股関節周囲筋及び関節
包・靭帯のほとんどが切除され、股関節の脱臼リスクが問題点として考
えられた。
【経過】
術後 3日目より介入。下肢・体幹筋訓練、外転枕装着下での端座位訓練実
施。術後 15 日目に股関節脱臼のため出棟延期。床上でのリハビリ継続と
なる。7週目より起居・移乗動作、平行棒内歩行開始。8週目より pick�up
walker での歩行開始。11 週目トイレ動作訓練開始。術後 127 病日で自宅
退院となった。
【考察】
本症例は大腿後面の広範切除術を実施後、股関節の脱臼を生じたが、装具
や福祉用具の導入、残存筋力の維持・向上を目的に早期からリハビリを
実施・継続したことにより、127 病日にして自宅退院となった。術後多く
の機能障害は残ったが、手術およびリハビリに対しては一定の満足度が
得られ、ADLにおいても屋内歩行・トイレ動作の自立の上で退院が可能
となった。

P2-38-1 筋感覚的な運動イメージを利用した課題を取
り入れた事により痙性が抑えられた1症例

○
はしもと か ず き

橋本 和樹1、田中 朋子1、東谷 直美1、新野 正明2

NHO 北海道医療センター リハビリテーション科1、
NHO 北海道医療センター 神経内科2

【はじめに】運動イメージとはワーキングメモリーによって再生される身
体運動を伴わない心的な運動の表象である．今回、通常行われている課題
では痙性を誘発し治療が難渋していた症例に対し、筋感覚的な運動イ
メージを利用した課題を行ったところ上肢操作に変化を認めたので報告
する．
【症例】50 代男性．疾患は多発性硬化症．当院には 1～3ヶ月程度の間隔で
入退院を繰り返している．MRI では右延髄腹側とC2�3 右側索、C4�5
左側索に病変を認め、簡易上肢機能検査（STEF）は右 89 点左 52 点、左
上肢と手指の痙性によりADLが低下している．介入当初は関節可動域訓
練や筋力訓練、巧緻性訓練を行っていたが、徐々に共同運動パターンが強
まり前述の課題が行えない状況となった．
【方法】今回、運動イメージの中でも体性感覚野の活動性を増やすと言わ
れている筋感覚的な運動イメージに着目し、痙性が亢進している筋に注
意が向くよう筋腹にスポンジを当て硬さを比較する課題を行った．その
後、ペグボード等の作業場面に於いて左右の筋の伸張感を比較し反対側
へと転移させる作業を繰り返し行った．
【結果】開始時と比較し共同運動パターンが減少し、一時的ではあるもの
の作業場面での操作性や車いす操作性が向上した．
【考察】筋感覚的イメージは運動実行中と同様に運動前野や補足運動野、
一次運動野、一次体性感覚野が活性するという報告がある．本症例に関し
ては筋感覚的なイメージを行うことにより一次運動ニューロンの活動性
が高まることで下位運動ニューロンの興奮が抑制された為、行為に変化
をもたらしたことが考えられる．効果の持続性については今後の課題で
ある．

P2-38-2 クリプトコッカス髄膜炎を呈した症例への身
体・精神機能アプローチの検討―重度の倦怠
感に対する対応を考慮して―

○
やまさき み さ

山崎 未紗、永田 光二郎、山重 圭、原田 塁
NHO 嬉野医療センター リハビリテーション科

【はじめに】今回クリプトコッカス髄膜炎を発症し、真菌性抗生物質製剤
による治療施行後も、発熱、嘔気・嘔吐、倦怠感の症状により、離床困難
な状況が継続した症例を経験した。倦怠感等の症状により、OT実施が困
難であったことを含め、今後の介入内容改善の一助とする為、以下に報告
する。【症例紹介】年齢：60 歳代 性別：女性 診断名：クリプトコッカ
ス髄膜炎、肺クリプトコッカス症 既往歴：関節リウマチ 現病歴：RA
にて当院リウマチ内科に通院。H26 年 2 月より発熱出現し、近医に通院。
3月に胸部XPにて左肺の異常陰影を認めたため、当院呼吸器内科入院。
髄液検査にて、墨汁染色陽性となり、神経内科転科となった。【経過】入
院 5日後よりOT介入開始。開始時は、下肢MMT4、起居動作、端座位、
立位は自立。歩行は、ふらつきのため部分介助であった。歩行障害の問題
と考え、歩行訓練を中心に実施したが、嘔気・嘔吐、発熱の継続と倦怠感
により、離床意欲が低下した。そこで離床意欲向上目的に屋外散歩やパズ
ルの机上課題を実施したが、嘔気・嘔吐の継続と、歩行時の動揺が顕著と
なり、開始 20 日後には起居動作、立位にも部分介助が必要となった。し
かし、開始 58 日目より徐々に倦怠感も改善傾向となり、離床時間も増え
現在に至っている。【考察】今回症例は嘔気・嘔吐により離床時間が長く
なり、歩行障害や離床意欲の低下、倦怠感となった。早期離床時間の拡大
目的でOTを実施したが、症状により積極的な介入が出来なかった。しか
し、嘔気・嘔吐継続するも 1日 1回の運動実施を目標に立て、廃用予防を
行う事で、嘔気・嘔吐の改善による離床開始時に、離床意欲の低下もな
く、OT実施可能になったと考える。
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P2-38-3 Guillain�Barre 症候群患者へのチームアプ
ローチと環境設定により食事動作が自立した
一症例

○
こばやし しげとし

小林 茂俊、大高 恵莉、田中 裕三
NHO 村山医療センター リハビリテーション科

【はじめに】今回、Guillain�Barre 症候群の患者に対して食事動作を医師の
指示の下、チーム連携によりポータブルスプリングバランサー（以下
PSB）とスプリントの使用により食事動作が自立した症例を報告する。
【症例紹介】62 歳、男性、食後嘔吐、下痢がみられ、後日完全四肢麻痺と
なり近隣病院に入院、Guillain�Barre 症候群と診断された。2ヶ月後、リ
ハビリ目的で専門病院に転院、OTを週 5回実施。【評価】筋力はMMT
で上肢近位筋 2～3、上肢遠位筋 2－～2、FIM74�126 で、食事は看護師の
全介助のもと実施。【治療経過】はじめは食事準備訓練を 6週間実施（OT
開始後 3ヶ月目）、OT室で、右上肢挙上困難、右手下垂手・把持力低下に
対して PSBとスプリントと太柄スプーンを使用した。次にOTによる実
際の食事動作訓練を 5週間実施。PSB等の環境設定はOTが実施。食器の
洗浄、食形態の変更は医師の指示により栄養課が実施した。最後は病棟に
よる実際の食事動作訓練を 8週間実施。OTは食事の準備の仕方を病棟に
説明、準備手順図をベットサイドに貼り出した。食事の準備、後片づけは
医師の指示により病棟が実施。【結果】筋力はMMTで上肢近位筋・遠位
筋とも 3に筋力向上、FIM93�126、食事動作は環境設定しなくても自食可
能。【考察】食事動作介入時において肩関節・肘関節ともに筋力がMMT
2 以上で PSBの適用性は認められたが、右手下垂手に対して、スプリント
で手関節を機能的肢位に保持して万能カフでスプーンを手掌部に固定し
た。本症例の食事動作が自立した一番大きな要因は、医師の指示の下、他
職種がチームアプローチを実施できた事が大きな理由と考える。今後更
に他の症例に拡大できるかが課題と考える。

P2-38-4 転倒回数の減少と在宅生活のリスク軽減へア
プローチした症例～新人作業療法士の視点か
ら～

○
たかはし さ と み

高橋 里美
NHO 米沢病院 リハビリテーション科

【はじめに】今回パーキンソン病（以下 PD）症状が進行し，自宅・屋外で
の転倒が頻回となった症例を担当する機会を得た．本症例に対し，安定し
た歩行パターンや， ADL動作を学習することで転倒回数の減少を図り，
安全な在宅生活に繋げていくことを目的に介入を行ったので報告する．
【症例紹介】10 年前に PDと診断された 79 歳の男性．Hoehn�Yahr の重症
度分類 Stage4．MMSE21�30．転倒による左大腿骨頚部骨折を含む多数の
骨折歴有り．病棟内ADLFIM89�126．移動は車いす自走．
【経過】第 1・2週目：身体機能の維持・向上を目的に，手指巧緻性訓練や
上肢粗大運動，下肢筋力増強訓練を行った．また安定した歩行パターンの
習得を目的に理学療法士（以下RPT）と連携し， 歩行練習を取り入れた．
第 3・4週目：近位監視で，四点杖使用し三動作揃え型歩行の安定を習得
することが出来，転倒リスクは減少した．家族とケアマネージャーから得
た在宅での転倒状況や家屋環境の情報をもとに，在宅を想定した環境で
ADL訓練や生活指導を行った．
【考察】RPTと連携することで安定した歩行パターンを習得することが
出来た．しかし，認知機能の低下がある症例が安全な在宅生活を送るため
には，身体機能の向上だけでなく，ADL面や環境面，QOLの視点から転
倒予防にアプローチを行う必要があった．早期から在宅での転倒状況の
聞き取りや家屋調査を行うことで，より在宅生活に向けた介入を行うこ
とが出来たと考える．また作業療法士だからこそ，“何の為に出歩きたい
のか”という精神的な部分に寄り沿い，本人の満足感や充足感の得られる
物事を探り，生きがいに対する安全策や代替手段を検討していくことも
必要であったと考える．

P2-38-5 パーキンソン病患者のMMSEとHDS�Rの
比較検討

○
つれかわ めぐみ

連川 恵1、石橋 功1、佐伯 一成1、木村 隆2

NHO 旭川医療センター リハビリテーション科1、
NHO 旭川医療センター 脳神経内科2

【はじめに】当院ではパーキンソン病リハビリパス（以下 PDリハパス）2
週間入院を導入ており、入院の際にMini�Mental�State�Examination（以
下MMSE）と改訂長谷川式簡易知能評価スケール（以下HDS�R）を実施
している。今回MMSEと HDS�Rの比較検討を行った。
【方法】対象は 2013.10 月～2014.4 月までリハパス入院した PD患者の内
MMSEと HDS�Rを同日に評価を行った患者 52 例（平均年齢 73.4±6.90
歳）。
MMSEでは 23 点以下が認知障害、24～27 点が軽度認知障害、28 点以上
を正常とした。
HDS�Rでは 21 点以下が認知障害、22～26 点が軽度認知障害、27 点以上
を正常とした。
【結果】MMSEでは、21 名（40.4％）が認知障害、20 名（38.5％）が軽度
認知障害、11 名（21.2％）が正常だった。HDS�Rでは、8名（15.4％）が
認知障害、23 名（44.2％）が軽度認知障害、21 名（40.4％）が正常だった。
MMSEで認知障害だった 21 名のうち、HDS�R認知障害が 8名（38.1％）、
軽度認知障害が 13 名（61.9％）だった。MMSEで軽度認知障害だった 20
名のうち、HDS�Rで軽度認知障害が 10 名（50％）、正常 10 名が（50％）
だった。
【考察】PDのMMSEと HDS�Rの相関は高いといわれているが、今回の
検討では、MMSEで認知障害に分類される症例が多く、感度は高いと考
えられた。しかし、PDでは注意、記憶、視空間、構成能力、遂行機能が
低下するといわれており、その評価の妥当性については注意が必要とな
る。非共通の下位項目についての検討が必要である。

P2-38-6 2週間リハビリパス入院におけるパーキンソ
ン病患者の抑うつ症状の変化に関する検討

○
さ と う ひろのり

佐藤 弘教1、連川 恵1、石橋 功1、佐伯 一成1、木村 隆2

NHO 旭川医療センター リハビリテーション科1、
NHO 旭川医療センター 脳神経内科2

【はじめに】当院では 2週間のパーキンソン病（以下 PD）リハビリパスを
導入しリハビリテーションを提供している。今回、PDリハビリパス入院
患者の入退院時における抑うつ症状の変化について検討を行った。
【方法】対象は、2013.1 月～2013.12 月に 2週間の PDリハビリパスで入院
した患者のうち、MMSE24 点以上の PD患者 68 例（平均年齢 72.5±7.7
歳）とした。抑うつ症状の評価は、Beck Depression Inventory�Second
Edition（以下 BDI�2）を用いた。評価時期は、入院時と退院時とし 2回評
価を行った。重症度の評価は、先行文献からカットオフ値を 14 以上とし、
13 以下は無症状、14～19 は軽症、20～28 は中等症、29～63 は重症とした。
【結果】68 例中 40 例に軽症以上のうつ症状を認めた（有症率：59％）。入
退院時の比較では軽症以上の 40 例において、BDI�2 スコアは有意に低下
した（入院時：25.2±9.1、退院時：21.3±9.2、p＜0.01）。重症度別の比較
では、軽症 12 名中 4名が無症状へ、中等症 15 名中 8名が軽症へ、重症 13
名中 4名が中等症、2名が軽症、1名が無症状へと変化した。無症状を含
む全 68 例において、下位項目で最も頻度の高い症状は疲労感（62 名、
91％）であり、改善が最も顕著であったのは喜びの喪失（8名減、12％減）
であった。
【考察】先行研究では PD患者の抑うつの頻度は 40％程度だが、本研究で
は 59％であった。これは、対象が入院患者であることや評価表の違い等
が影響していると考えられる。今回の結果から、2週間のリハビリパス入
院でも PD患者の抑うつ症状を軽快させる一要因となりうると考えられ
た。今後は、PD患者の抑うつ症状の改善には何が効果的なのかを、薬物
調整の有無や身体機能との関連から検討していきたい。
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P2-38-7 ゴム紐を使用したリリアン編み機での編み
物―パーキンソン病患者の一症例―

○
なかもり み ち こ

中森 みち子1、小林 庸子1、早乙女 貴子1、櫻井 とし子1、
田中 勇次郎2

国立精神・神経医療研究センター病院 リハビリテーション部1、
東京YMCA医療福祉専門学校2

【はじめに】臥床傾向だったパーキンソン病（PD）患者の編み物をやりた
いというニーズに応えて，ゴム紐を使用したリリアン編み機での編み物
でクッションカバーを作製し，離床と座位耐久性の向上につながった事
例について報告する．【症例】70 歳代女性．PD.Yahr4．上肢筋力MMT
4～4�，握力（R�L）13.5�8.5kg，ピンチ力 2.5�2.9kg．STEF81�87 点．HDS�
R23 点，MMSE22 点．簡単な会話可能．ADL全介助．趣味は編み物．【経
過】X�25 年 PDと診断．X�3 年に当院でDBS埋め込み術．X�2 年に左大
腿骨人口骨頭置換術．X年に気管支肺炎のため救急入院となり，OTでは
覚醒度向上と離床，機能維持・改善を目的に入院時より介入．症状が安定
し，症例より「編み物をやりたい」という発言があり，車椅子座位で編み
物を開始する．入院前に行っていた棒編みは，編み方を間違える，絡まっ
た毛糸の修正が困難だったため，リリアン編み機での編み物を試みた．指
先で毛糸をつまんで引っ張ることが難しいため，毛糸の代わりにゴム紐
を用いた．実用的でゴムの伸びる特徴を生かし，ゴムをピンク色に着色し
イチゴのクッションカバーに仕上げた．【結果】要介助での介入となった
が，ゴム紐を使用した場合，自力で行える箇所が増え，集中持続力が増し，
車椅子座位で 3～4時間過ごせるまでに至った．症例より「ゴムの方が楽
に引っ張れた．完成できて嬉しい．色がきれい．」などの発言と笑顔表出
がみられた．【考察】症例の笑顔と発言より，完成して形にしたことで達
成感と満足感が得られたことが伺える．また，PDのため指先で毛糸をつ
まんで引っ張る動作が困難になっている患者に対して，ゴム紐を使用し
たリリアン編み機での編み物を推奨していきたいと考える．

P2-38-8 Duchenne 型筋ジストロフィーに対する当院
の作業療法診療の特徴と診療拡大に向けて

○
たいらく こ う き

太樂 幸貴、大塚 友吉、里宇 文生、佐藤 徳子、齊藤 智之
NHO 東埼玉病院 リハビリテーション科

【はじめに】近年、 Duchenne 型筋ジストロフィー（以下DMD）に対する、
医療の発展により平均寿命が延長している。入院期間の延長により重症
患者が増加しリハビリテーションに求められる役割も多様化している。
当院では現在、人口呼吸器から離脱可能で、リハビリテーション室に来室
可能な患者を対象としているが、今後ベッドサイドを含む患者に対する
作業療法（以下OT）介入も検討されている。本研究は、当院のDMD
患者の重症度、プログラム内容を評価し特徴を捉えると共に、OT診療拡
大の可能性を検討することを目的とする。【対象】当院入院中のDMD
患者 74 名【方法】DMD患者に対して、厚生省機能障害度分類、上肢機能
障害度分類の評価を実施。現在OT介入を実施している患者のプログラ
ムを調査し、当院の現状の診療内容の特徴を把握する。【結果】当院の
DMD患者は厚生省機能障害度分類で Stage7～8、上肢機能障害度分類は
Stage8～13 と重症者が多い。現在のOT診療は、関節可動域・余暇活動が
中心でスイッチ関連の介入は少ない。【考察】当院のDMD患者は重症者
が多く、機能維持目的のOT介入が多い。しかし、なかにはOT室で絵画
やビーズ細工などの創作活動を実施できている患者もおり、一概に重症
度のみで患者の診療内容を決定することはできない。進行疾患である
DMDに対してもQOL維持向上などを目的に、余暇活動やスイッチ入力
の検討を実施していくことが、今後当院でのOT診療拡大に伴う大きな
役割になると考える。【結語】今回、当院の特徴と今後の診療拡大の検討
を行った。今後は、他院との特徴の比較検討や当院でのスイッチ、QOL
に関する研究等につなげていければと考える。

P2-39-1 高度なすくみ足を呈した進行性核上性麻痺症
例に対する前後重心移動訓練の短期介入効果
について

○
つぼうち あ や か

坪内 綾香、立石 貴之、岩田 恭幸、寄本 恵輔、佐藤 福志、
早乙女 貴子、小林 庸子

国立精神・神経医療研究センター病院 リハビリテーション部

【目的】
今回，高度のすくみ足を呈した進行性核上性麻痺（以下 PSP）症例の，前
後方向の重心可動域が狭小化している点に着目し，前後方向重心可動域
拡大がすくみ足を軽減するとの仮説を立て，検証した．
【症例紹介】
対象は，左足の震えにより発症した経過 7年 PSP の 70 歳代前半女性．

ADL自立．現在の主症状は歩行開始時，方向転換時，狭所でのすくみ足
である．足関節背屈制限（�10��15）が著明であり常時補高靴着用．本症
例はヘルシンキ宣言に従い，研究の説明を行い，同意を得て実施した．
【介入】
通常行う PDの理学療法に加え，前後方向の重心可動性拡大がバラン

ス能力の向上につながるという仮説の下，動的立位バランス訓練を裸足
および補高靴で実施した．頻度は 1日 20 分，入院期間中 10 回実施．out-
come として，FOGQ（Freezig of Gait Question），TUG（timed up and
go test），重心動揺計（ANIMA社製）にて重心可動域，Walk way（AN-
IMA社製）にて歩行評価を，理学療法介入開始時と終了時に測定した．
【結果】
FOGQにて明らかなすくみ足症状の改善は得られなかったものの，
TUG，重心可動域，歩行時COPにて改善を認めた．
【考察】
今回，前後方向への重心可動域の拡大に着目し，短期介入した結果，立位
バランス及び歩容の安定化が得られた．直接的にすくみ足症状に対する
介入効果は得られなかったが，すくみ足などの運動機能障害に対するア
プローチとして，バランス戦略を利用した運動の賦活が重要となると考
える．今後は，長期的な介入に対しての効果，及びすくみ足症状出現の種
類に応じた検討や，日常生活に即した理学療法を展開して行くことが課
題である．

P2-39-2 脊髄小脳変性症患者の歩容において体幹の姿
勢制御に着目し理学療法を行った一症例

○
たに しょうご

谷 翔吾1、新開 崇史1、町野 由佳2、賀川 賢2、中山 茂穂2

NHO 三重病院 リハビリテーション科1、NHO 三重病院 神経内科2

【はじめに】脊髄小脳変性症（以下、SCD）は運動失調を主徴とし、症状
の 1つに歩行の動揺がある。これは異常筋緊張や筋活動の障害により体
幹筋が協調的に働くことが不十分となり体幹機能が低下することが 1つ
の要因と考えられている。今回、歩行の動揺を主訴とした SCDの外来リ
ハビリテーション（以下、リハ）で体幹に着目をして理学療法を行ったの
で若干の考察を加えて報告する。【症例紹介】50 歳代女性。30 歳頃から発
症し、当院神経内科外来に通院していた。2014 年 2 月頃から歩行時の動揺
が増悪しリハ開始となった。徒手筋力検査は下肢 5、体幹 3。片脚立位は
右 9.4 秒、左 6.9 秒。躯幹協調機能検査はステージ 2。ロンベルグ試験は陰
性。指鼻試験は運動分解が見られ、踵膝試験ではわずかに動揺があった。
独歩は自立レベルだが、立脚中期から立脚後期にかけて反対側の骨盤が
下制し、それに伴い体幹が傾斜しバランスを崩すことがみられ、左立脚期
で顕著であった。【治療および結果】体幹筋の協調的な収縮、下肢・体幹
の協調運動の向上を目標に 3カ月間、週に 1回のリハを継続したところ
開始時に比べると、歩行時の骨盤の下制によって起こる体幹の傾斜は改
善された。【考察】姿勢制御について溝部らは、体幹の筋緊張をうまく引
き出しながら胸部から骨盤のアライメントを直立に保ちつつ、股関節周
囲の筋活動により狭い支持基底面の中で圧中心をコントロールできる姿
勢制御戦略へと変更することと述べている。本症例において体幹の姿勢
制御に着目しリハを行ったことで、歩行時の圧中心の移動に対して体幹
筋が協調した筋収縮が得られ、歩容が改善したと考える。
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P2-39-3 脊柱管狭窄症により歩行困難となったスモン
患者に対する歩行練習～ペダリング運動を用
いた一症例を経験して～

○
つつみ けいしろう

堤 恵志郎、近藤 修、田中 信彦、久留 聡、小長谷 正明
NHO 鈴鹿病院 リハビリテーション科

【はじめに】ペダリング運動は歩行類似の相反性筋活動の再現が可能であ
り、歩行機能再建に有用と考えられている。そこで今回、脊柱管狭窄症に
より歩行困難となったスモン患者 1症例に対してペダリング運動と歩行
練習を併用し、歩行能力の改善が得られたので若干の考察を加えて報告
する。【症例】症例は 75 歳、女性。1963 年にスモンを発症し、杖歩行で自
立生活をしていた。2009 年 7 月歩行困難となり脊柱管狭窄症と診断され、
同年 12 月 Th9�10�11 の除圧術を施行。術後リハビリを行うも歩行獲得
はできず、2010 年 3 月当院へ転院された。【経過】2012 年 1 月からぺダリ
ング運動を開始、10 分間を週 5回施行した。下肢の筋力向上練習や基本動
作練習は週 2回、歩行練習は週 1回行った。開始当初、本症例は手関節腱
鞘炎により上肢支持での立位保持が困難で、歩行能力Walking Index for
Spinal Cord Injury（WISCI）は 0であった。また脊髄損傷による機能障害
尺度ではASIA : C 下肢スコアは（Rt�Lt 3�3）であった。2012 年 6 月より
歩行器歩行を開始し、耐久性は 5m。2013 年 2 月耐久性は 25mまで向上
し、10m歩行は 32 秒 15（30 歩）であった。2013 年 8 月耐久性は 50m、
10m歩行は 21 秒 47（23 歩）。2014 年 3 月には、10m17 秒 90（20 歩）ま
で向上し、WISCI は 4 になり、ASIA : C、下肢スコアは（Rt�Lt 7�4）で
あった。【考察】ぺダリング運動と歩行練習により、約 2年で歩行器歩行
の耐久性や歩行スピード・歩幅が大幅に改善した。ペダリング運動によ
る周期的な歩行類似の運動を行うことにより、感覚入力または中枢から
の入力により脊髄内の歩行誘発パターンが賦活し、それらを繰り返し学
習させることで、歩行機能の再建が図れたと考える。

P2-39-4 パーキンソン病患者の歩行能力改善を目的と
した短期集中運動療法の効果について―携帯
型歩行分析計による定量的評価の試み―

○
え び は ら しょうた

海老原 将太1、井形 勉1、田中 正則2、荒畑 創3

NHO 大牟田病院 リハビリテーション科1、
NHO 佐賀病院 リハビリテーション科2、NHO 大牟田病院 神経内科3

【はじめに】当院ではパーキンソン病（以下：PD）患者に対する 2週間の
神経難病入院リハビリパス（以下：難病パス）を運用している．その運動
療法介入の効果判定について歩行能力の観点から，携帯型歩行分析計を
用いて定量的評価を試みた．【対象】平成 26 年 3 月と 4月に難病パスを施
行した PD患者 4名（全て女性，Yahr Stage 3，平均年齢 71±4.1 歳）【方
法】初期評価時と最終評価時でのUPDRS Part 3 の点数と左右の片脚立
位時間，及び携帯型歩行分析計（MG�M 1110，LSI メディエンス社）を用
いて 10m歩行試験の所要時間，歩数，歩幅，歩行速度，歩行率，平均加
速度，ステップ時間の変動係数，重心移動の振幅を算出し比較した．理学
療法プログラムは背部筋のリラクゼーションやストレッチ，体幹伸展運
動の促通，立位バランス訓練，ステップ動作訓練を行った．平均値の差の
検定には対応のある t検定を用い，有意水準 5％とした．【結果】片脚立
位時間は平均で 1.98 秒増加し，10m歩行試験では平均で所要時間が 1.88
秒減少，歩幅が 5.25cm増加，歩行速度が 7.5 m�min 増加しそれぞれに有
意差が認められたが，ステップ時間の変動係数やその左右差には介入前
後で有意な変化はみられなかった．歩行時の重心移動の振幅は上下，左右
方向とも正常歩行時の平均的な値に近づく傾向がみられた．【考察】難病
パスを施行した対象者の在宅生活状況で継続してリハビリを受けている
方は少なく，またその頻度も決して多くない．在宅生活を送る PD患者に
対し短期集中運動療法を行うことで，立位バランス能力や歩行能力の向
上効果が得られることが示唆され，また介入効果の定量的評価に携帯型
歩行分析計は有用であった．

P2-39-5 パーキンソン病患者を対象としたノルディッ
クウォーキングの効果―歩行分析計MG�M
1110を用いた比較―

○
あ べ

阿部 ななみ1,2、須貝 幸起1、川上 司1、黒羽 泰子2、
松原 奈絵2、小池 亮子2

NHO 西新潟中央病院 リハビリテーション科1、
NHO 西新潟中央病院 神経内科2

［はじめに］ノルディックウォーキング（NW）とは 2本のポールを使った
歩行形態であり、PD患者がNWを行うことで歩幅の拡大や前方推進力
の拡大により歩行リズムの改善が報告されている。そこで歩行分析計
MG�M1110 を用いて、PD患者 1症例に対するNWの介入効果を検討し
た。［対象］発症 13 年の 59 歳女性。On�Off やWearing Off はなし。主症
状は右下肢のジスキネジア、歩行時の軽度突進。H&Y重症度分類は
Stage III、UPDRS�Part III は 6 点。［方法］歩行分析計MG�M1110（三菱
化学メディエンス社製）を用いて独歩、NWでの 10m歩行分析を行った。
その際前後 3mの助走区間を設けた。一側の踵接地から他側の踵接地ま
での時間を接地時間とし、その最大、最小を検出した。［結果］最大接地
時間は独歩で 0.73 秒、NWで 0.57 秒、最小は独歩で 0.48 秒、NWで 0.52
秒であった。加速度はグラフ上NWと比べ独歩の方が大きいが、独歩では
左右共に 1歩ずつの加速度にばらつきがみられた。重心偏移はグラフ上
独歩でXY軸方向共に偏移が大きく、両側とも 1歩ずつのばらつきは大
きかった。また歩容上はNWで突進歩行の改善が認められた。［考察］NW
は独歩と比べ最大、最小接地時間の差に短縮が認められ、加速度はNW
でばらつきが減少した。本症例は突進歩行がみられるが、ポールをつくこ
とでそれを手掛かりとした外発性随意運動を行えたと考える。またNW
は重心偏移が少なくばらつきも小さいため、ポールを使用することで支
持基底面が拡大し、より規則的なリズムでの歩行となり、突進傾向であっ
た歩行に改善が認められたと考える。本症例ではNWの効果として歩行
リズムの改善が認められ、歩行分析計MG�M1100 でより簡便に歩行分析
が行えることが示唆された。

P2-39-6 パーキンソン病患者の立ち上がり動作と下肢
筋力の関連性～足趾機能に着目して～

○
と ぐ ち ま さ し

渡久地 政志1、植田 能茂1、藤本 進1、後藤 将史1、村木 里志2、
北村 奨悟2、田原 将行3

NHO 宇多野病院 リハビリテーション科1、
九州大学大学院 芸術工学研究院 デザイン人間科学部門2、
NHO 宇多野病院 リハビリテーション科 医長3

【目的】パーキンソン病（PD）患者は、立ち上がり動作において殿部離床
ができず後方へ転倒する症例が多くみられる。先行研究では、動作時に
PD患者は健常者に比べ前方への重心移動距離が短縮していると言われ
ている。また、健常者・PD患者ともに足趾機能が歩行時の重心移動の制
動に関与すると報告されている。しかし、現在 PD患者の立ち上がり動作
と足趾機能の関連性を調べた研究はない。そこで今回、立ち上がり動作時
の前方への重心移動距離と足趾屈筋筋力を含む下肢筋力との関連性を調
査した。【方法】対象は、Hoehn&Yahr 重症度分類 2�3 の独歩可能な男性
10 名（67.4±8.2 歳）。重心移動距離の算出は、床反力計（キスラー社製）
を用い、両上肢を胸の前で組ませて高さ 40cmの椅子から立ち上がり動
作を行った。下肢筋力（股関節屈筋群・膝関節伸展筋群・足趾屈筋群）は、
ハンドヘルドダイナモメーター（マイクロFET2）を用い椅座位で測定
し、両側の平均値を体重で除した値を使用した。統計処理は、JMPを用い
有意水準は 5％未満とした。【結果】立ち上がり動作時の前方への重心移
動距離は、足趾屈筋筋力と膝関節伸展筋筋力の間で有意に正の相関が認
められた。【考察】下肢筋力の低下がみられる PD患者では、立ち上がり
動作時に前方への重心移動距離が短縮するため、足部の支持基底面への
重心移動が行えず、後方への転倒リスクが生じると考えられる。立ち上が
り動作時に、足趾屈筋群・膝関節伸筋群が働くことで下肢支持性が高ま
り、重心移動の調整能力の向上がみられたと推測される。
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P2-39-7 前傾姿勢を呈したParkinson 病患者に重心動
揺計を用い補高を行い改善がみられた症例

○
なかしば あつし

中柴 淳、鈴木 一平、芦田 愛、寄本 恵輔、立石 貴之、
佐藤 福志、早乙女 貴子、小林 庸子

国立精神・神経医療研究センター病院 リハビリテーション部

【はじめに】
進行期の Parkinson 病（以下 PD）患者において，重心が後方もしくは

一側に偏移している患者を多く経験する．当院では PD患者の立位姿勢，
歩行の安定化を図るためインソールや補高靴を作成している．しかし，補
高の高さは臨床的な経験に基づいて決められており，その評価方法につ
いて明確な基準はない．
【目的】
今回，奥らの先行研究による方法を参考として測定部に補高を施行し，

歩行において良好な結果を得た．その結果及び評価の過程において多少
の考察を加えて報告する．
【症例】
PD，60 歳女性．H&Y stage2．経過 5年．立位，歩行で前傾姿勢を呈す

る．本症例にヘルシンキ宣言に基づき，研究の説明を行い，同意を得た．
【方法】
硬性ゴムを用い 0～30mmまで 5mm刻みで踵部に補高を施行した．そ

の変化について，patient reported outcome（PRO），Timed Up and Go
Test（TUG），アニマ社製GP�6000 を使用し開閉眼の静止立位の重心動揺
検査における足圧中心 center of pressure（COP），重心可動域検査，写真
での姿勢確認を行なった．
【結果】
15mmの補高を施行した際，TUG，PRO，COPにおいて良好な結果が

得られた．その一方でCOP，重心可動域検査，TUGの関連性は認められ
なかった．
【考察】
前傾姿勢により後方にCOPが偏移している PD患者に踵部に補高を

行なった結果，TUGの短縮がみられた．後方に偏移していたCOPが中心
に近づき，支持基底面の後方成分が増大し，COPの移動能力が改善され
たためと考えられる．臨床的経験により補高をきめることが多いが，COP
を測定し偏移を考慮しながら補高を施行する方法が考えられた．今後，さ
らなる検討が必要である．

P2-40-1 慢性炎症性脱髄性多発神経炎に対する理学療
法の検討

○
い ば き ゆ う じ

井場木 祐治1,2、鈴木 一彦1、佐藤 史明1、園田 安希2、
三浦 敦史2

NHO 天竜病院 リハビリテーション科1、
NHO 静岡てんかん神経医療センター2

【はじめに】慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）は、2ヶ月以上にわたっ
て進行性または再燃性の左右対称性の四肢運動・感覚性障害を示す慢性
疾患だが、数日から約 1週で発症する急性炎症性脱髄性多発根神経炎
（AIDP別名：ギラン・バレー症候群）と比べ、リハビリテーションの報
告はほとんどない。今回、治療入院し理学療法を実施した 7名の治療前後
の下肢筋力を比較検討し、CIPD患者のリハビリテーションの方法を検討
した。【対象・方法】免疫グロブリン療法（IVIg）のみ 1名、副腎皮質ス
テロイド療法のみ 1名、IVIg＋副腎皮質ステロイド療法 5名の計 7名、平
均入院回数 2.4 回、平均入院期間 89.1 日の方を対象とした。筋力評価とし
て、BIODEX社製多用途筋機能評価運動装置（BIODEX System）を使用
し、膝屈曲 90̊ 固定にて 3秒間伸展等尺性収縮を 3セット行い最大筋力を
計測した。筋力比較は、1）期間内の初回入院時と最終退院時、2）免疫グ
ロブリン療法（IVIg）の前後、3）副腎皮質ステロイド療法開始時と退院
時の比較をおこなった。【結果】1）入院時 73.3±43N、退院時 105.24±6
N、2）IVIg 前 78±48N、IVIg 後 99±56N、3）副腎皮質ステロイド療法
開始時 95.3±52N、退院時 109.1±52Nで、入退院、IVIg 前後で筋力の改
善があり、副腎皮質ステロイド療法での比較では差がなかった。【考察】
薬剤治療により短期間で筋力変化が大きく、理学療法の強度を一定にす
ると過用または廃用性症候群を起こす可能性があり注意する必要があ
る。運動負荷量の調節には、適時筋力評価を行い筋力低下時には維持負荷
量を、薬剤治療により筋力改善した後や、症状維持期は増強負荷量を実施
した方が良いのではと考えられる。

P2-40-2 視神経脊髄炎の急性増悪に伴い入院となり、炎
症値、負荷量に留意しリハビリ介入した一例

○
や ま だ ゆ ま

山田 由真1、米田 愛1、白石 弘樹1、青木 浩美1、水野 晋利1、
水谷 圭佑1、岡田 久2

NHO 名古屋医療センター リハビリテーション科1、
NHO 名古屋医療センター リハビリテーション科医長2

【はじめに】視神経脊髄炎は重症の視神経炎と横断性脊髄炎を繰り返す急
性の炎症疾患であり神経難病である。今回、視神経脊髄炎の急性増悪に伴
い入院となった患者に対し、炎症値、負荷量に留意し介入を行ったためこ
こに報告する。【訓練内容】初期評価時、左右下肢にてMMT2～3、触覚、
運動覚の低下を認めた。また、右膝蓋腱反射にて腱反射の亢進が認められ
た。Berg Balance Scale（以下 BBS）は 8点であった。炎症値であるCRP
は 1.22mg�dl であった。訓練として、過度な運動による炎症の再燃を避け
るため床上での可動域訓練、座位訓練を中心に実施、評価として起立動作
を行った。その後、在宅方向となり在宅評価と共に、炎症値に合わせ運動
量増加を行った。【結果】最終評価では、左右下肢MMT3～4、触覚、運
動覚、腱反射ともに改善が認められた。また、BBS13 点と動作面において
も改善が認められた。【考察】視神経脊髄炎は、アクアポリン 4抗体を攻
撃する抗体と、抗体の動きを補佐する補体によって、アストロサイトが傷
害されると考えられている。金井らは、運動がアストロサイトの増殖を促
し血管新生を誘導しているとしており、また、古澤らはインターロイキン
（以下 IL）－6が運動の際に血中に動員されるとしている。今回、炎症値が
高値である際にステロイドによる消炎効果と自動介助運動による適度な
骨格筋の収縮を促したことにより、IL－6 によってアストロサイトの傷害
部位へ抗炎症作用と栄養因子として作用したことにより運動機能、動作
面ともに改善が得られたのではないかと考えた。

P2-40-3 ALS機能評価スケール（ALSFRS�R）を用い
た筋萎縮性側索硬化症患者の理学療法の検
討～カフアシスト・歩行練習の試み～

○
まえさこ か つ や

前迫 克哉
NHO 南岡山医療センター リハビリテーション科

【はじめに】筋萎縮性側索硬化症（以下ALS）の運動療法に対するエビデ
ンスは確率されていないものの、病態に応じた適切な運動負荷であれば
有害事象を起こさず機能改善が得られる報告もある。しかし、負荷量は
個々のセラピストの経験的な判断に任されていることが多い。今回
ASLFRS�Rにて病態を把握し、それに基づいた運動負荷量を決定し実施
した。【症例】70 歳代男性。158cm、47kg。2011 年に右上肢の脱力感によ
りALSと診断後、翌年人工呼吸器装着、胃瘻造設となる。その後、2013
年 10 月、長期療養を目的に当院へ転院。入院時ALSFRS�R : 16 点。人工
呼吸器のモードは SIMV。気管内吸引回数は 10 回�日。粗大筋力は上・下
肢：3～4、頸部・体幹：2で左右差はない。座位・立位保持は監視レベル、
起居動作、立ち上がり、歩行（歩行器）は中等度介助レベルで歩行距離は
5m。【介入】ALSFRS�R : 16 点と進行は急速でないと判断しプログラムを
立案。筋力トレーニングの負荷量は修正Borg Scale を使用し、2～4で実
施。排痰にはカフアシストを使用した。歩行練習は分泌物異動に伴う呼吸
苦の自覚症状、バイタルの変動を確認しながら行った。【結果】介入より
7週経過、ALSFRS�Rでの点数は変化なし。カフアシストを使用し、短時
間で効果的な排痰をすることで気道クリアランスを保つことができ、呼
吸苦による歩行中断機会の減少、歩行距離も 20m×2セットへと延長し
た。また、気管内吸引回数は 4回�日へと減少した。【考察】ASLFRS�R
を用いて病態の進行の程度を把握しプログラムを立案・実施すること
で、経験値の少ないセラピストでも負荷量についてのリスク管理に繋げ
ることで過負荷による病態の進行を最小限にすることができたと考え
る。
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P2-40-4 外来にて LSVT BIGフォローを実施したパー
キンソン病患者の一症例

○
た ま だ よ し き

玉田 良樹1、庄子 拓良1、吾妻 導人1、足立 里英1、嶋 悠也1、
大久保 裕史1、奥津 良太1、本田 和弘2、小川 順也3、小林 庸子3

国立国際医療研究センター国府台病院 リハビリテーション科1、
国立国際医療研究センター国府台病院 神経内科2、
国立精神神経研究センター 身体リハビリテーション科3

【背景】LSVT BIG とは，四肢の運動システムに対する，集中的な動作の
大きさを基本にしたパーキンソン病患者に対する運動プログラムであ
る。運動プログラムは標準化されており，週 4日を 4週間に渡る集中的な
プログラムを実施する必要がある。東京近郊で入院プログラムを取り入
れている施設は，国立精神・神経研究センター（以下；NCNP）のみと
なっている。NCNPではプログラムの効果の確認と自主トレのフィード
バックのために，プログラム開始時，終了時，1ヶ月後，3ヶ月後，6ヶ月
後に運動評価を行っている。当院では入院プログラムは実施しておらず，
外来にて LSVT BIG のフォローする形態を取っている。今回，外来フォ
ローを通して，LSVT BIG の治療効果と，今後の病院間での連携のありか
たについて一定の見解を得たので報告する。【症例】70 歳代女性。平成 25
年 9 月にNCNPにて集中トレーニングを実施された。同年 10 月より平
成 26 年 5 月まで，当院の外来リハビリにて週 2回のフォローをした。発
表にあたり，口頭で説明を行い書面にて同意を得ている。【結果】TUG：
入院時 8.56 秒，退院時 6.84 秒，6ヶ月後 8.29 秒。10m歩行テスト：入院
時 8.8 秒，退院時 7.41 秒，6ヶ月後 8.27 秒。6MWT：入院時 318m，退院
時 451m，6 ヶ月後 428mであった。【結論】LSVT BIG を継続して行うこ
とは，運動機能の維持につながることが示唆された。LSVT BIG は，行え
る施設や行えるセラピストも少ないが，パーキンソン病患者さんからの
要望が高い治療となっている。必要としている患者さんの要望に応える
ためにも，基幹病院と外来病院が，LSVT BIG を継続して行えるように連
携を取ることが必要であると考える。

P2-40-5 転倒回数減少と在宅でのリスク軽減へアプ
ローチした症例～新人理学療法士の視点か
ら～

○
なかがわ ゆうすけ

中川 裕介
NHO 米沢病院 リハビリテーション科

【はじめに】今回，パーキンソン病（以下 PD）の症状が進行し，自宅・屋
外での転倒が頻回となった症例を担当する機会を得た．本症例に対して，
三動作揃え型歩行を獲得することで転倒回数の減少を図り，退院後は
ヒッププロテクターを検討して転倒時の重症化を防ぐことを目的に介入
を行ったので報告する．
【症例紹介】10 年前に PDと診断された 79 歳の男性．Hoehn&Yahr の重
症度分類 stage4，MMSE21�30．転倒による左大腿骨頚部骨折を含む多数
の骨折歴あり．病棟内の移動は車いす自走．家屋内は独歩または手すりを
使用し，屋外では一本杖を使用している．目標物に近づく際に小刻みや突
進現象が出現し，前方へ転倒する．
【経過】
第 1・2週目：静的・動的バランス向上を目的にリーチ動作練習，手すり
＋四点杖歩行練習を実施．歩行距離が 10mを越えると加速歩行が出現し
やすく，三動作揃え型歩行を指導．
第 3・4週目：声掛けなしでの三動作揃え型歩行を獲得し，リーチ時にみ
られる突進現象が軽減した．在宅復帰に向けてケアマネージャと連携を
図り，住宅環境の見直しを実施．主にトイレの戸や手すりのない動線での
転倒リスクに対してアプローチを行った．
【考察】今回，一本杖歩行から四点杖歩行へ変更し安定性・安全性の向上
が得られた．しかし進行性疾患の歩行補助具の適応時期は変化していく．
そのため，再度歩行に関して検討する必要がある．それが転倒による重篤
な障害をきたしてからでは遅く，ADL低下後の検討となることが懸念さ
れる．退院後に利用する各施設・病院の役割を確認し，連携を強めること
で包括的かつ継続的なアプローチが可能になると考える．

P2-40-6 LSVT BIGを用いたパーキンソン病のリハビ
リテーションの効果

○
で ぐ ち たかひろ

出口 敬浩1、栗崎 玲一2、阪本 徹郎2、植川 和利2

NHO 熊本南病院 リハビリテーション科1、NHO 熊本南病院 神経内科2

【背景】近年，大きく動く事に焦点を当てたパーキンソン病（PD）に特化
した運動プログラム，LSVT BIG（以下 BIG）の身体運動機能への有用性
が報告されている．【目的】PDに対するBIG の効果を検証すること．【方
法】2012 年 7 月から 2014 年 3 月までの 1年 10 ヵ月に当院にてBIG を完
遂しえた 5例について，BIG 実施前後で a）10m歩行テスト，b）6分間歩
行テスト，c）Timed up&go テスト，d）ファンクショナルリーチ，e）30
秒起立，f）Unified Parkinson’s Disease Rating Scale（UPDRS）PartIII，
g）modified Hoehn&Yahr staging（mH&Y），の比較を行った．【結果】
患者平均年齢は 59.2±18.9 歳．上記評価項目のBIG 前後における平均値
は（実施前；後），a）歩行時間：11.4±3.7s ; 8.6±1.6s（p＝0.077），歩数
23.4±7.1 歩；16.0±2.8 歩（P＝0.037），b）271±84.4m ; 357±31.5m（P＝
0.063），c）13.9±5.0s ; 10.3±2.0s（P＝0.063），d）30.6±7.4cm ; 31.7±7.2
cm（P＝0.195），e）12.0±5.1 回；15.0±3.9 回（P＝0.042），f）43.7±11.2 ;
28.0±12.1（P＝0.0046），g）3.5±0.9 ; 2.4±0.5（P＝0.061）であった．また
BIG 介入前後の total levodopa equivalent daily dosages（LED）はそれぞ
れ 792.0±265.6mg ; 764.4±254.1mg と有意差は認めなかった（P＝0.283）．
【考察】a）では歩幅が大きくなったことに加え，歩行速度の改善傾向がみ
られた．これは全身を大きく動かすことにより筋が伸張され，スムーズに
動けるようになったためと考えられた．b）についても著明な改善がみら
れているが，歩幅や歩行速度の向上に加え，集中トレーニングにより持久
力が向上したことも考えられた．【結語】PD患者に対するBIG の運動機
能改善の効果が確認できた．

P2-40-7 パーキンソン病患者の歩行障害に対する視覚
的手がかり及び体性感覚の同時入力による効
果

○
はなむら め い

花村 芽衣、矢島 幸昌、朴木 裕樹、大釜 由啓
NHO 東京病院 リハビリテーション科

［はじめに］我々は，パーキンソン病（Parkinson Disease 以下 PD）患者
の運動症状のなかでも歩行障害により生じる転倒に着目した．PD患者の
転倒の原因として，すくみ足，小刻み歩行等が挙げられる．これらの原因
は，スピード調節，情動認知機能を司る大脳皮質基底核ループと筋緊張，
歩行リズムの生成を司る大脳脳幹系の間接路の活動亢進が原因とされて
いる．これらの現象に対して，視覚，聴覚，体性感覚の入力を用いた逆説
的歩行が有効とされている．Sidaway らは視覚的Cue と聴覚的 Cue を同
時に入力することで歩行障害が改善したことを示しているが，視覚的
Cue と体性感覚の入力によって歩行能力向上を検討した報告はない．本
研究では，裸足で視覚的Cue を入力することで歩行能力の改善が認めら
れるか検討し，自宅内の転倒リスクの軽減につなげたいと考える．［対象］
PD患者 7名を対象とした．Hohn�Yahn の重症度分類と運動障害はUni-
fied Parkinson’s Disease Rating Scale の 3 項目（以下UPDRSIII）にて分
類し，また，PD患者は自力で歩行可能で小刻み歩行を自覚している者を
対象とした．［方法］歩行路は，12mと設定し，歩行路の前後に 3mずつ
減速区間を設けた．また，測定区間は一定の速度で歩行した中間の 6m
とした．歩行能力の指標として，歩幅，cadence，歩行速度を用いた．ま
ず，靴を履いた状態で歩幅，cadence，歩行速度の 3項目を測定した．測
定された歩幅の 110％の長さを算出し，一定の間隔でマーキングし歩行
路を設計した．次に靴を履いた状態で線を跨ぐ様に指示を入れ歩行させ，
3項目の測定をした．その後，15 分の休憩を挟み裸足で同様の指示を入れ
歩行した．
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P2-41-1 腰椎後方固定術後患者の在院日数延長に影響
を与える要因

○
つ い き ち ふ み

築城 千文、梶原 秀明、島津 貴幸、荒木 幸子
NHO 大分医療センター リハビリテーション科

【目的】当院での脊椎・脊髄疾患の手術症例数は、年間平均 150 件を超え
る。中でも腰椎疾患が 9割を占め、椎弓切除・形成術に加え早期離床・外
固定の簡素化・骨癒合率の向上などにより在院日数の短縮化が図れる
様々なインストゥルメンテーション併用手術（以下、腰椎固定術）を主に
施行している。腰椎固定術後患者の理学療法としては、4週間での退院を
目標としたクリティカルパス（以下、パス）を導入しているが、パスを逸
脱し在院日数の延長および自宅退院率の低下がみられている。そこで今
回、その要因をさぐるため検討を行ったので報告する。【方法】対象は、
平成 23 年 4 月から平成 24 年 3 月までに当院で腰椎固定術を施行し自宅
退院した 65 名である。調査項目は、年齢、性別、入院時移動能力、転倒
転落アセスメントスコア、固定椎体数としカルテより後方視的に抽出し
た。全国での平均在院日数が 35.3 日であったため在院日数 35 日以内と
35 日以上延長群に分け、比較検討。統計処理は在院日数を目的変数とし、
各調査項目を従属変数として重回帰分析を用いた。【結果】昨年度の自宅
復帰率は 58％、平均在院日数は 45.8 日であった。65 例中、35 日以下群 19
例（男性 7名、女性 12 名、平均年齢 71.1±11.6 歳）、35 日以上延長群 47
例（男性 21 名、女性 26 名、平均年齢 71.2±8.9 歳）であった。在院日数
延長に与える因子として、年齢・入院時移動能力（p＜0.05）が採択された
（決定係数＝0.535）。年齢が高く、入院時移動能力が低いと在院日数が延長
する傾向がみられた。【まとめ】今後は詳細な理学療法評価や合併症の有
無なども含めて検討、適切な理学療法が提供できるようにしていきたい。

P2-41-2 大腿骨転子下骨折後の疼痛を考慮した治療の
一考察

○
じんのう ま さ や

神納 雅也1、大場 満成2

NHO 東名古屋病院 リハビリテーション部1、NHO 東名古屋病院 整形外科2

【はじめに】大腿骨転子下骨折に対し骨接合術が施行され、その後、強い
疼痛が残存したが発症前とほぼ同等の歩行能力を再獲得できた症例の治
療を経験したので報告する。本症例には今回の学会発表の同意を得た。利
益相反は無い。
【症例供覧】90 歳代の女性。診断名は右大腿骨転子下骨折で Seinsheimer
分類 type3Aであった。骨接合術の Long Gamma Nail を受傷後 8日で施
行された。受傷前ADLは自宅内つたい歩き可能であった。
【初期評価】疼痛は安静時から大腿外側部遠位と近位にVisual Analog
Scale で 8�10、大腿内側近位に 6�10 であった。ROMは右股関節の屈曲は
85 度で外転は 10 度であった。MMTは腸腰筋が右 2、左 4で大腿四頭筋
は右 2、左 4であった。
【経過】術後から右大腿に腫脹が著明であり疼痛が強く出現した。術創と
骨折部位周囲の筋損傷に起因する筋スパズムの改善を目的とし、大腿筋
膜張筋などへのマッサージを実施した。術後 3週からスリングでの股関
節内外転自動介助運動を大腿筋膜張筋の滑走性の維持などの目的に実施
した。歩行練習は疼痛が出現しない課題で実施した。
【最終評価】全荷重時による疼痛はみられなかった。ROMは右股関節屈曲
95 度で外転 15 度であった。MMTは腸腰筋が右 3、左 5で大腿四頭筋は
右 5、左 5であった。屋内歩行は固定型四点歩行器にて監視で可能であっ
た。
【考察】早期離床の必要性と生理学的な回復が達成されてからの治療を正
しく選別する必要がある。症例が辿る経過により変化する問題点と、その
中で治療介入できる問題点を明確にすることが重要であると考える。

P2-41-3 膝窩部痛により関節可動域の獲得に難渋した
右脛骨高原骨折後の一症例

○
き と う か ず や

鬼頭 和也1,2、池戸 利行1、内藤 裕治1、濱 貴之1、坪井 義晃2、
太田 周介2

NHO 静岡医療センター リハビリテーション科1、
NHO 静岡医療センター 整形外科2

【はじめに】右脛骨高原骨折に対し保存的治療を行い，著明な膝の関節可
動域（ROM）制限を呈していた症例の治療を経験した．今回は，本症例
の治療過程で認めた屈曲時の膝窩部痛に対する治療について，考察を踏
まえて報告する．【症例紹介】30 歳代女性．合併症はなかった．自転車走
行中の事故で右脛骨高原骨折（Schatzker 分類 5�Bicondylar）を受傷．他
院にて保存的治療が選択され，4週間の長下肢ギプス固定となった．その
間，リハビリテーション（リハ）では松葉杖歩行練習が実施された．受傷
後 5週目にギプスシャーレ固定となり，当院での外来リハが開始となっ
た．治療経過中，骨癒合は良好であった．【説明と同意】今回の発表に際
し症例に説明し同意を得た．【評価及び治療】受傷後 5週目の初期評価時，
膝ROM屈曲 50̊，伸展�30̊ であった．受傷後 6週目に伸展 0̊ を獲得した．
受傷後 12 週目に屈曲 135̊， 最大屈曲時に膝窩部外側の疼痛が出現した．
外側半月板の後方引き出しを目的に，膝窩筋の反復収縮を実施した．受傷
後 16 週目にて膝窩部外側の疼痛は消失した．受傷後 18 週目に屈曲 150̊，
最大屈曲時に膝窩部中央に疼痛が出現した．後方関節包の後方引き出し
と軟部組織の柔軟性改善を目的に，半膜様筋の反復収縮や膝窩部への温
熱療法とリラクゼーションを実施した．受傷後 20 週目，外来リハを終了
した．最終評価にて屈曲 155̊，膝窩部中央の疼痛は軽減したが深屈曲や正
座動作に障害が残存した．【考察】本症例の治療過程で膝窩部痛は改善を
認め，屈曲ROMも改善したが，深屈曲や正座動作に障害が残存した．
よってギプス固定期間中の受傷後早期から膝関節に対するアプローチを
行っていく必要があると考えられる．

P2-41-4 片脚立位がTHA施行患者の歩行能力に与える
影響

○
おおまつ ゆ う や

大松 佑也、安藤 可織、相本 晃一、下岡 久美香、中路 哲史、
中野 綾乃、廣川 晴美、塩田 直史、竹内 一裕

NHO 岡山医療センター リハビリテーション科

【背景】近年、急性期病院では人工股関節全置換術（THA）後在院日数の
短縮により短期間での歩行能力の向上が求められている。この度、荷重率
や立位バランスの簡便な評価である片脚立位時間に着目し、術前測定結
果が術後の歩行開始と獲得時期への影響について検討した。【方法】対象
は 2013 年 5 月～2014 年 5 月、当院でのTHA施行患者のうち術前に片脚
立位時間を測定した 35 名（男性 7名、女性 28 名、平均年齢 64.6±12.4
歳）とした。方法は術前と退院前に片脚立位に加えTimed Up and Go
（TUG）や 10m歩行テストを測定し、術前に患肢片脚立位保持 15 秒以上
可能であった 17 名を可能群、困難であった 18 名を困難群とし比較・検
討を行った。【結果】術前のTUGは可能群 9.7±3.1 秒に対し、困難群
11.0±3.6 秒であり（p＜0.05）、10m歩行テストでは可能群 8.5±1.8 秒に対
し、困難群 10.6±5.6 秒と困難群は時間を要する傾向であった。また術後
の歩行器歩行獲得日数は可能群 3.7±0.9 日に対し、困難群 7.7±10.1 日で
あった（p＜0.05）。退院前のTUGは可能群 12.7±4.4 秒に対し、困難群
18.3±8.5 秒であり（p＜0.05）、10m歩行テストも可能群 10.3±2.9 秒に対
し、困難群 13.6±4.6 秒であった（p＜0.05）。術前と退院前のTUG時間の
差は可能群 3.0±4.2 秒に対し、困難群 7.2±6.9 秒の延長があり（p＜0.05）、
10m歩行テストの差は可能群 1.8±1.4 秒に対し、困難群 2.9±4.3 秒と有
意差は見られなかった。【考察】可能群では困難群に比べ退院前のTUG・
10m歩行検査において有意な改善を認め、術後早期の歩行開始や早期に
歩行能力が得られたことから、術前の片脚立位時間はTHA術前の評価
指標のひとつとしての有用性が示された。
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P2-41-5 人工膝関節全置換術後の疼痛の回復過程と健
康関連QOLの関係

○
わ た り ふとし

渡利 太、前川 美幸
NHO 福山医療センター リハビリテーション科

【背景】変形性膝関節症（膝OA）患者の主訴は疼痛である．初期には運
動開始時や長時間歩行時の痛みがあり，進行すると運動時だけではなく
安静時にも痛みを感じるようになる．膝OAは歩行障害，ADL障害さら
にQOL障害の原因となる為，手術の適応となる．人工膝関節置換術
（TKA）は除痛目的で実施され，疼痛，膝関節，ADL，QOLを改善する
ことが報告されている．術後のリハビリテーションにおいて，創部周囲の
疼痛により，歩行練習や関節可動域訓練，ADLの拡大が影響を受ける事
がみられる．一方，術後の疼痛とQOLの関係についての報告はあまり見
られない．【目的】膝OA患者におけるTKA後の疼痛とQOLの関係につ
いて明らかにする．【対象】TKA後にリハビリテーションを受ける患者．
取り込み基準：膝OA．除外基準：術後に重篤な合併症を発症したもの．
【方法】疼痛はNRSを用いて術側患肢を安静時・歩行時に評価する．QOL
は健康関連QOL（SF�36）を用る．疼痛は術前と術後 2日目から退院まで
の間，QOLは術前と退院前に評価する．術後のリハビリテーションプロ
グラムは，術後 2日目には平行棒内歩行練習から開始し，術後 1週より
Pick up walker，術後 2週より 2本杖，術後 3週より 1本杖，術後 4週程
度で自宅退院となる．統計学的検定は，術前と術後の疼痛の経過とQOL
の関係を明らかにするため相関分析を実施する．【結果】疼痛は術前と退
院前の歩行時において有意な差があった．疼痛の経過とQOLの関係につ
いて術後 8，9，14 日と退院前のQOLの間に高い相関関係がみられ，歩行
時より安静時においてより高い相関関係がみられた．【考察】入院中に安
静時の疼痛を低くすることが，退院時のQOLを高める可能性があること
が示唆された．

P2-41-6 治療経過の途中で痛みの増悪を認めたが、他関
節に注目したことで痛みが軽減した一症例

○
むらなか やすひろ

村中 康洋、鈴木 ちか、高場 章允、西崎 文人、出倉 一徹、
前田 美保、伊勢島 優希

NHO 石川病院 リハビリテーション科

【はじめに】
右膝蓋骨骨折を呈した患者様で痛みの増悪を認めた。そのため、股関節

に着目したところ痛みが軽減したため機能解剖学的考察を加え報告す
る。
【対象・経過】
80 代の女性で右膝蓋骨外側の縦骨折により自宅療養後、X＋38 日より

外来で週 3回のリハビリテーション開始となった。初期は大腿筋膜張筋
と外側広筋の緊張が高く膝関節屈曲時痛、歩行時痛を認めていたが、徐々
に痛みは軽減していった。しかし、X＋73 日より歩行時痛の増悪が認めら
れ、膝関節屈曲時に膝蓋骨端付近での伸張痛も認められた。
【評価・治療】
X＋73 日時点で痛みはVASにて 4�5。右大腿四頭筋腱で圧痛あり。膝

関節屈曲可動域は右 140̊p、左 145̊。Thomas test は両側で陽性、Ely test
では尻上がり現象がみられる。MMT（右�左）は股関節屈曲 3�3、膝関節
屈曲 3�3、膝関節伸展 4�5 であった。
治療としては腸腰筋の滑走性の改善と股関節屈筋に対するストレッ

チ、膝関節屈曲運動を実施した。
X＋87 日で VASは 2 まで軽減し、右大腿四頭筋腱の圧痛も軽減した。

右膝関節屈曲可動域も 145̊ まで改善。Thomas test は両側で陰性。Ely
test では尻上がり現象が消失した。MMTも股関節屈曲 4�5、膝関節屈曲
4�4、膝関節伸展 5�5 まで改善した。歩行時痛の訴えもなくなった。
【考察】
腸腰筋が短縮することにより、筋出力が発揮しにくい状況になったた

め、二関節筋である大腿直筋が股関節の安定化に働き過剰収縮を引き起
こしたと考えられる。腸腰筋の正常な筋長が得られたことで筋出力も改
善し、大腿直筋の緊張も軽減したため痛みが減少したと考えられる。

P2-41-7 足底および下腿への冷却刺激が静止時立位バ
ランスに及ぼす影響

○
おおさわ しょうた

大沢 翔太、鈴木 一彦、佐藤 史明、寺本 圭織、井場木 祐治
NHO 天竜病院 リハビリテーション科

【はじめに・目的】理学療法を行う時、高齢者では足部の冷感をよく経験
する。足部が低温の際、下腿部も冷感を感じることは少なくない。この度、
足底冷却に加え下腿冷却も含めた感覚と筋出力低下による静止時立位バ
ランス能力の関係性について検討を行ったため報告する。【対象・方法】
対象は健常成人男性 7名。温度操作として 1）常温（足底温度 30.4℃±2.9
℃）、2）外果以下を冷水にて冷却（足底冷却）、3）腓骨頭以下を冷水にて
冷却（下腿冷却）の 3つの温度操作を行った。冷却後足底冷却温度はいず
れも 20℃以下とし、足底冷却と下腿冷却には 1日以上時間をあけ実施し
た。足底感覚の低下の指標として二点識別覚が冷却前の 1.5 倍以上、加え
て自覚的所見の検査を行った。静止時立位バランス検査には重心動揺測
定としてActive Balancer を用い、測定時間は 30 秒とし検査を行った。測
定項目は総軌跡長、単位面積軌跡長、矩形面積を解析対象とし、統計処理
を行った。【結果】常温と 2つの冷却群とでは総軌跡長、矩形面積は冷却
群が有意に高値を示し、単位面積軌跡長では有意に低値を示した。足底冷
却と下腿冷却とでは総軌跡長、矩形面積との関係性に有意な関係性は認
められなかったが、単位面積軌跡長では下腿冷却が足底冷却に対し有意
に低値を示した。【考察】静止時立位バランスの低下の要因として足底温
度低下による足底感覚受容器の感受性の低下が関与していると考える。
また下腿温度の低下により筋収縮効率の低下が起こり、足関節戦略での
緻密な立ち直り反応の減少が起きると考える。今後、足底温度の低下のみ
ならず、下腿部の温度低下への考慮も必要であると推察される。

P2-42-1 意思表出困難者への作業療法について

○
かんばやし いずみ

上林 泉1,2、坪田 達也1、松村 菜緒子1、吉田 芳2

NHO 八戸病院 リハビリテーション科1、NHO 岩手病院2

1 はじめに 当院では疾患別リハビリテーションである脳血管疾患等に
該当する患者を主対象とし、作業療法を実施している。その中で特に意識
障害等による意思表出困難な患者へのリハビリテーションの効果判定、
継続の可否について苦慮している。今回当院に入院した患者を対象とし、
どのように作業療法が展開されているのかを明らかにしたいと考えた。2
研究方法対象：2013 年 4 月～2014 年 3 月までに入院した意思表出困難
な患者 17 名分析方法；作業療法プログラムと目的・効果について調査
した。抽出された作業療法介入を分類し、類似したものについてはカテゴ
リ化し集計を行った。3結果（1）意識レベル、疾患別に限らず長期臥床に
伴う合併症の予防・機能維持のために【関節可動域訓練】【意識回復・賦
活に関する活動（五感を刺激する活動や生活歴をふまえた活動）】が実施
されていた。疾患別では実施された作業療法に差はみられなかった。（2）
【意識回復・賦活に関する活動】の効果については、どちらとも言えない
とする回答が多数を占めた。病態を理解しつつも回復への兆しや可能性
を考慮すると継続的な関わりが必要であると判断していた。4考察 担当
作業療法士は様々な葛藤を抱えながら訓練方法を模索し、実施している
ことが示唆された。また患者の容態が回復の兆しといったよい変化をし
ていなくても、適切なリハビリテーションによって二次的な障害を起こ
すことなく経過していることが、継続的な作業療法実施への理由となっ
ていると考えられた。これからも意思表出の方法や意識回復・賦活に有
効な活動や刺激を模索しつつ、作業療法を実施していく必要があると考
えられた。
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P2-42-2 Pusher 症状が著明な患者に臥位時感覚入力
及び趣味活動を提供し、活動中の端座位保持が
可能になった一症例

○
ふ る た ひろかず

古田 寛和、植村 修、小林 茂俊
NHO 村山医療センター リハビリテーション科

【はじめに】著明な Pusher 症状、半側空間無視（以下USN）等の空間認
知障害を呈する患者に臥位時感覚入力及び趣味活動を行い、活動中の端
坐位が可能となった症例を報告する。【症例】67 歳男性。右視床出血発症
後、保存的に加療された。第 54 病日でリハビリ目的に当院に転院。【初期
評価】傾眠傾向を認めた。Br. s 上肢・手指とも 2、表在覚は中等度鈍麻。
座位で頸部右回旋、非麻痺側上肢の押し付けがあり、非麻痺側に立ち直れ
ず、臥位でも押し付けがみられた。眼球上転障害があり、下方からの視覚
情報が主だった。左側からの声かけは応じ難いが左下方の視覚情報は入
力可能だった。明らかな身体失認はなかった。【治療経過】座位の Pusher
症状には非麻痺側上肢の緊張を抑制、非麻痺側全体への荷重を行ったが、
座位は困難だった。覚醒が得られた 4週目から背臥位、側臥位での非麻痺
側へ圧覚を入力し、6週目より趣味に関連した図鑑を端坐位で読む活動を
導入。ページめくり、押さえや内容を伝える活動で非麻痺側上肢が参加
し、自己で姿勢を修正し活動中の端座位が可能となった他、左側への注意
が向くようになった。【結果】臥位での姿勢が安定し趣味活動での非麻痺
側上肢の参加により、活動中の端坐位が可能となった。しかし目的のない
端座位では麻痺側に転倒した。【考察】感覚入力で背臥位や側臥位が安定
し、目的動作の非麻痺側上肢参加で端座位の押し付けが軽減した。図鑑の
内容を伝える中で非麻痺側上肢の使用と体幹での姿勢保持ができ、姿勢
反射を促通できた。一方、目的のない座位は空間認知や注意が低下しボ
ディイメージを構築できず転倒したと考えられ、空間認知や注意機能へ
の治療の必要性が示唆された。

P2-42-3 高次脳機能の影響に着目した脳卒中片麻痺患
者の歩行自立に関わる因子の検討

○
お お わ だ ひ ろ き

大和田 広樹1、増渕 和宏1、安西 広晃1、滝 良仁1、菅沼 史湖1、
亀田 佑一1、近藤 隆春1、池澤 真紀2、大塚 友吉3

NHO 東埼玉病院 リハビリテーション科1、
NHO 東埼玉病院 リハビリテーション科 言語聴覚室2、
NHO 東埼玉病院 リハビリテーション科 医師3

【目的】脳卒中片麻痺患者の歩行自立に関わる因子についての報告は身体
機能に関わる因子が多く，高次脳機能の影響に関する検討は十分とはい
えない．今回，高次脳機能が歩行自立に与える影響について検討を行っ
た．【対象】対象は当院回復期病棟に入院していた脳卒中片麻痺患者のう
ち男性 22 名，女性 11 名の計 33 名（65±9.5 歳）とした．歩行能力の内訳
は退院時にFunctional Independent Measure（；FIM）の点数が 6点以上
を歩行自立群（以下、自立群）22 名，5点で監視が必要であった群を歩行
監視群（以下、監視群）11 名として分類した．【方法】年齢，性別，Brunn-
strom recovery stage（；BRS），麻痺側，高次脳機能として，FIMの認知
項目（理解，表出，社会的交流，問題解決，記憶），認知機能合計点，日
本語版レーブン色彩マトリックス検査（；RCPM）の得点．また，National
Institutes of Health Stroke Scale（；NIHSS）の高次脳機能に関する意識
水準，質問，従命の 3項目，言語，構音，消去現象と注意障害を選択し後
方視的に調査を行った．統計処理を行い有意水準は 5％未満とした．【結
果】年齢、性別、麻痺側に有意差は認められなかったが，BRSに有意な差
が認められた．高次脳機能はRCPM，FIMは記憶，問題解決，認知項目
の合計点，NIHSS は質問，注意の項目に有意な差が認められた．【考察】
歩行の自立と監視における境界線に身体機能の因子は重要である．記憶，
注意の低下など学習や遂行機能に関する高次脳機能因子は，リハビリ
テーション効果に影響を及ぼし身体機能向上，歩行自立への阻害となる
可能性が示唆された．

P2-42-4 アテンション・キットを用いた注意機能の評
価

○
の だ ようへい

野田 洋平、中村 径雄
NHO 東広島医療センター リハビリテーション科

【はじめに】急性期リハビリテーションでは発症間もない患者が多く、
「ボーっとしている」「何となくはっきりしない」といったセラピスト側の
主観的な感想を持つことは多いが、それを数値化などの客観的表現をす
ることは難しい。また、注意の評価としてTrail Making Test などがある
が、環境設定を要するものや時間を要する評価スケールは適用困難なこ
とも多く、記録に難渋することも多い。今回、アテンション・キットを用
いて経時的な評価を行い、転倒リスクに対しての表現ができた事例につ
いて報告する。アテンション・キットとは 10 項目の仲間外れさがしテス
トであり、選択のスピードと正確さを見ている。検査時間は 2～3分程度
と短時間で行え、準備も図版、ストップウォッチ、記入用紙と簡単に行え
る。【対象・経過】76 歳女性、歩行障害が主訴の脳梗塞。運動機能面では
著明な障害は確認されなかった。入院初期に転倒歴があり、センサーマッ
トにて転倒管理がなされていた。OT介入時のHDS�Rは 28 点であり最
終評価まで変化は見られなかった。アテンション・キットの初回は正答
率 100％、得点 32 点で基準値以下であった。1週ごとの計測を行い得点の
改善を認めたが正答率の変動がみられた。最終評価では正答率 100％、得
点 72 点の正常範囲内となり自宅退院となった。【まとめ】今回の患者は著
明な身体機能低下やHDS�Rの低下を伴わず、転倒リスクを表現するのに
難渋した。アテンション・キットは注意力や軽度意識障害の程度を表す
とされており、年代別平均との比較や基準値との比較、正答率を算出でき
る。これにより、セラピストの主観を客観的な数値として表現でき、カン
ファレンスなどで情報共有することができた。

P2-42-5 回復期病棟における更衣シートを用いた更衣
動作獲得までの運用方法の検討

○
にしむら ひろし

西村 浩、八代 望、栗山 真由子、礒端 志保、浅岡 俊彰、
藤部 百代、饗場 郁子

NHO 東名古屋病院 リハビリテーション部

【目的】
当院回復期病棟で、患者や家族が正しい更衣方法を獲得すること、病棟ス
タッフ（看護士、療養介助員）の介助方法を統一することを目的に用いて
いる、更衣動作や介助ポイントを示したシート内容を改良し、その運用の
見直しを行ったので報告する。
【方法】
対象は回復期病棟入院中で更衣動作が自立目標の患者、及び担当OTが
介助方法の統一や家族指導に必要と判断した患者において、更衣シート
を活用した経過を分析し、シートの内容及びその運用方法の問題点を検
討した。さらに改善策を立案し、作業療法士（以下OT）・病棟スタッフに
周知した上で実施し、その効果を考察する。
【結果】
シートの問題点として、1．更衣方法のパターンが少ない、2．写真や説明
文の配置が患者によっては認識が難しい、3．病棟スタッフが理解し難い
点があげられた。運用上の問題点は、1．シート提示後に患者がきちんと
理解し使用できているか把握できていない、2．更衣動作が改善したか効
果判定ができていない点であった。
【考察】
改善策として、シート内容の変更と患者・家族向けと病棟スタッフ向け
のシートを分けて作成すること、さらにシート提示後の理解度チェック、
使用状況、動作改善評価までを実施する運用マニュアルが必要と考えた。
更衣シートが十分に活用され効果を上げるためには、シートの問題点を
改善するだけではなく病棟スタッフへの周知と、使用状況をモニタリン
グして適宜改善を図れる運用方法が必要である。
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P2-42-6 回復期リハビリテーション病棟におけるトイ
レ動作申し送りシートの検証、改訂

○
みやもと

宮本 なつき、安西 敦子、佐藤 徳子、齋藤 智之、松永 祥子
NHO 東埼玉病院 リハビリテーション科

【はじめに】当院回復期リハビリテーション病棟（以下病棟）の開設当初
に作業療法士（以下OT）が患者のできるADLとしているADLの差をな
くすための一手段として、日中のトイレ動作の申し送りシート（以下シー
ト）を作成し、病棟と連携を図った。実施当初は、頻回にOTが作成、更
新を行っていたが、実施して 1年経過する現在、シートを使用する頻度が
大幅に減少する状況となってしまった。今回この原因を明らかにし、シー
トの改訂を行ったので報告する。【目的】トイレ動作の申し送りシートを
検証し、改訂する。また他に良い申し送り方法がないか検討する。【方法】
病棟では、申し送りシートを使用してみての良かった点、悪かった点をあ
げてもらった。OTでは良かった点、使わなくなった理由をあげてもらっ
た。その結果をもとにOTと病棟で考察した。考察の末、新しいコンパク
ト化したシートを作成した。シートを使用する患者のトイレ動作の介助
レベルを軽介助～重度介助レベルへと枠付けをした。また、病棟のカン
ファレンスでトイレ動作のデモでの申し送りをすることも加えた。上記
を実施後、OTと病棟での意見を再度収集した。【結果・考察】1．シート
をコンパクト化することにより、車椅子周囲の付属品が多くならず見や
すくなった 2．病棟のカンファレンスで、トイレ動作のデモを行うことで
申し送り内容が周知されやすくなった 3．対象者の枠付けをすることによ
り、シートを活用しやすくなったという意見が多かった。【結語】今回、
申し送りシートを改訂した。加えて病棟のカンファレンスでOTがトイ
レ動作のデモを行うことも周知されやすい方法である。

P2-42-7 視床出血と視床梗塞を原因とした言語症状の
検討

○
の な か たかゆき

野中 隆行1、安喰 稔2、宮本 倫行2、安田 宏2、牛越 聡2、
越智 龍太郎1、宮崎 雄生1、新野 正明3、南 尚哉1、藤木 直人1、
土井 静樹1、菊地 誠志1

NHO 北海道医療センター 神経内科1、
NHO 北海道医療センター 脳神経外科2、
NHO 北海道医療センター 臨床研究部3

【緒言】視床が単独に障害された病態では視床性失語を含む多様な言語症
状を呈する報告がされている．視床出血，視床梗塞の患者を対象に失語を
中心とする言語症状について検証した．【方法】研究デザインは後ろ向き
研究（2010 年 4 月から 2014 年 3 月まで）．対象は病変部が視床のみで，か
つ，言語症状の評価が可能な視床出血 19 例と視床梗塞 9例について，視
床病変の種類（出血か梗塞），視床の障害部位，言語症状の有無などを評
価した．【結果】右視床の単独病変では言語症状を認めなかった．視床出
血の障害部位と言語症状の有無との間に明らかな関連は判然としなかっ
た．言語症状があった症例の中で視床性失語を視床出血で 5例（62.5％），
梗塞で 2例（66.7％）認めた。左視床障害のうち，梗塞病変よりも出血病
変で言語症状が多くみられ、また多様だった．【考察】視床周囲に言語機
能に関する神経回路が複数存在することや視床障害の言語症状は視床核
よりも核周囲の線維経路の障害が原因である可能性が報告されている．
言語機能に関しては，視床自体よりも視床周囲のネットワークの方が大
きな影響を及ぼす可能性がある．そのため，血腫によるmass effect が存
在する出血病変の方が梗塞病変よりも多様な言語症状が出現しやすいと
考えた．検証した症例数が少ないため，今後さらに症例を重ねる必要があ
る．

P2-43-1 肺炎のリスクを考える

○
ま つ だ さ と し

松田 智志
NHO 三重中央医療センター リウマチ・膠原病診療部

【目的】平成 23 年度厚生労働省の報告では，死因別死亡数の第 3位は肺炎
である．通常高齢者は複数の合併症を呈しており，個々の疾病の急性増悪
により肺炎が危惧される．今回比較的容易な検査が，肺炎のリスク把握に
有用であるかを検討した．【対象】対象者は，平成 19 年 1 月～3月に介護
老人保健施設入所者 11 名．平成 26 年 4 月～5月に急性期病院入院者（急
性期）4名．対象者全員食事動作要介助，ベット臥床状態，コミュニケー
ション不良である．利用者及び家族，施設・病院・主治医の同意を得，目
的や意義，有害事象等を十分説明し文書による承諾を受けた．【方法】肺
炎の既往歴ありの者を 1群とし，肺炎の既往歴のない者を 2群とした．ス
クリーニングテストを 3種類行い（1．呼吸数，2．栄養摂取状況，3．呼
吸様式の 3項目），肺炎の既往歴に対して比較検討した．統計方法は χ2
検定を用いた．全ての評価は同一検査者で同一日に順序は無作為に行っ
た．【結果】老健では 2のみ有意な関連性を認めた．【考察】平成 23 年度
厚生労働省の人口動態統計月報年計（概数）の概要報告では，平成 23
年度には日本の死因別死亡数の割合が脳血管疾患と肺炎が入れ替わり肺
炎は第 3位となった．また，肺炎は年々増加傾向でもある．検討結果によ
り老健のみ呼吸様式口呼吸・鼻呼吸の違いと，肺炎の既往歴との関係に
ついて興味深い数値が示された．これから臨床の中で急性期での肺炎の
リスクを模索していく．

P2-43-2 気管切開した慢性気管支炎患者の自宅退院に
向け、他職種と連携をした一症例

○
ふじわら と も こ

藤原 智子、三好 まみ、楠原 敦子
NHO 高松医療センター リハビリテーション科

【はじめに】慢性気管支炎により気管切開し、せん妄状態であったが他職
種が介入し自宅退院が可能となった。しかし介護力が低いことから自己
吸引や家事全般を実施しなければならない症例を経験したので報告す
る。【症例】78 歳、女性、平成 16 年慢性気管支炎発症。一戸建てに夫（脳
梗塞後遺症・セルフケアは自立）・娘（うつ病）と同居。入院前は家事全
般や車の運転を実施していた。【経過】12 月呼吸困難のため他院へ搬送、
気管切開し人工呼吸器装着、入院第 28 病日人工呼吸器離脱、第 40 病日当
院転院となる。第 41 病日より PTと STを開始した。介入時はせん妄状態
で点滴や経鼻チューブの自己抜去がみられたため抑制をしていた。動作
能力は起居動作は軽介助、立位保持は要介助レベルであった。意識が清明
になると共に経口摂取が可能となり抑制も解除となった。院内でのADL
が改善し、本人の希望により自宅退院を目指すこととなった。しかし家族
の介護力に頼れず、家事全般を実施しなければならないため第 81 病日よ
りOTも介入した。また、自己吸引の必要性があり看護師が指導を行っ
た。第 152 病日に屋内独歩自立し、自己吸引が可能となり退院した。【考
察】この症例は長期臥床により廃用症候群、せん妄状態を呈していた。意
識レベルを見極め、看護師に抑制や動作能力について助言をすることで
早期にADLを改善させたと考えた。また介護力が期待できないため
IADLの獲得を目指すべく他職種との関わりや情報交換が密に必要であ
ると改めて感じた。そして退院後の生活支援のため社会資源を活用し、情
報提供を行うことにより安心した在宅生活を送ることができると考え
た。
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P2-43-3 在宅酸素療法導入時における作業療法の関わ
りと今後の課題～退院前訪問を実施した2症
例の経験から～

○
さ な だ さ と み

眞田 里美1、渋谷 亮仁1、立川 裕子1、近藤 麻里子1、
中野 珠江1、長谷川 雄司1、目黒 勉1、小林 和加子2、宮尾 浩美3

NHO 西新潟中央病院 リハビリテーション科1、
NHO 西新潟中央病院 在宅支援室2、NHO 西新潟中央病院 呼吸器内科3

【はじめに】今回，在宅酸素療法（以下HOT）を導入しての退院が決まり，
退院前訪問を実施した 2症例を経験した．HOT導入前に退院前訪問指導
を行う有用性と作業療法（以下OT）の今後の課題について検討したため
報告する．【症例 1】80 代男性 COPD．肺癌手術目的で入院し術後HOT
導入．酸素濃縮器設置場所と動線確認のため退院前訪問を実施．【症例 2】
70 代男性 COPD．急性増悪により入院しHOT導入．家屋評価と動線確認
のため退院前訪問を実施．【OT介入】入院中は日常生活動作・生活・環境
調整指導行いADL拡大した．訪問時は生活動線確認・濃縮器設置場所検
討・チューブの長さ確認，動作指導・確認，家族指導，福祉用具導入検討，
サービス検討を実施した．訪問後は訪問時の問題点を患者と家族に
フィードバックし，動作確認と指導を再び実施した．【結果】退院前訪問
により生活動線におけるHOT使用の安全性が確保された．これらの情報
を患者と家族，医療者間で共有したことで，退院後も在宅生活とリハビリ
を継続することができている．退院後の聞き取りでは退院前訪問を機に
在宅生活での不安感が軽減したとの回答も得られた．【考察】自宅環境調
整と動作指導・家族の理解を得たことで，2症例は退院後も入院前と同等
の活動性を維持できたと考える．これは在宅生活を継続するための重要
な要因になると考えるが，今回は定量的な評価が実施されておらず明確
な確証が得られていない．そのため今後は，訪問前後でNRADL評価や自
己効力感，COPMやAMPSを用いた生活満足度に関する調査を患者と家
族に行うことで，入院中や退院前訪問で行うべき指導を検討し，OT介入
によりどのような効果が得られるのか検証していきたいと考える．

P2-43-4 RSTの一員として理学療法士に求められるも
の

○
か と う たもつ

加藤 保、加藤 伸一、門脇 徹、勝田 聖子、笠置 龍司、
松本 昌広、伊藤 誠

NHO 松江医療センター リハビリテーション科

【はじめに】当院は呼吸器疾患病棟、神経難病病棟などを併設、現在 85
台の人工呼吸器が稼働している。2013 年 4 月の呼吸療法サポートチーム
（以下RST）立ち上げと共に理学療法士（以下 PT）も参加している。今
回当院におけるRST活動と RSTにおける PTの役割や今後の課題につ
いて報告する。【RSTの構成・活動内容】当院RSTは呼吸器内科医師、慢
性呼吸器疾患看護認定看護師、臨床工学技士、PT、OT、MSW、事務で
構成されている。活動内容は週 1回カンファレンス後回診を行い対象患
者の病態把握、問題点等を話し合い、結果を電子カルテで情報共有を図っ
ている。【目的・役割】カンファレンスにてリハビリ対象患者の情報提供
し、問題点や目標等を再確認する。回診では必要に応じて介入を行い、呼
吸理学療法に関する評価、リハ導入や処方の助言を行う。回診時に呼吸介
助や排痰指導等を行いリハ効果を確認後、主治医へリハビリを依頼する
ことも認められた。【対象】2013 年 4 月～2014 年 3 月までの呼吸器内科・
外科でRST介入した患者RST : 42 件（介入回数 156 回）PT介入：34
回【考察】当院の特徴として急性期～慢性期にかけて長期間関与する患者
が多く、状態が安定してからのリハ処方が多いためリハビリ介入が遅い
傾向にあった。しかし PTが RSTに参加することで PTの早期介入が可
能となり、入院からリハ導入までの一連の流れを確立した。結果、質の高
いチームアプローチの提供に結びついたと考える。今後RSTの一員とし
て PTの関与を深め、他リハスタッフへの情報提供・助言を行い人工呼
吸器管理のヒヤリハット軽減や質の高いリハビリ提供を目指したい。

P2-43-5 外来心臓リハビリテーションの取り組み～継
続と課題

○
いのうえ ゆ き

井上 由紀1、井上 仁喜2、竹中 孝3、池田 聡子4、畑山 夏代子4、
坂口 良輔4

NHO 北海道がんセンター リハビリテーション科1、
NHO 北海道がんセンター 循環器内科2、
NHO 北海道医療センター 循環器内科3、
NHO 北海道医療センター リハビリテーション科4

【はじめに】当院では 2011 年より心大血管リハビリテーション（以下心リ
ハ）を立ち上げ、心臓血管外科、循環器内科の入院患者より開始した。心
リハは入院中だけでなく、継続することの有効性が報告されているが、外
来心リハの実施施設は未だ少ない。当院は急性期総合病院で関わる人員
に制約はあるが、緩和されてきた人員要件のもと、2012 年より外来心リハ
に取り組んだ。【方法】当院のリハ部門は全ての疾患別リハ施設基準 1
を取得。PT8 名，OT3 名，ST1 名の体制で、心リハは専従専任とも理学
療法士で登録。外来心リハ患者は理学療法士 1名で対応できる 1時間枠
におよそ 5名程度。患者の選択は、退院前カンファレンスにて適応を検討
した。外来心リハ開始時に運動処方のため心肺運動負荷試験を実施し、循
環機能評価は主治医または外来心リハ担当の循環器医師が、運動機能評
価は理学療法士が実施した。週 1回 1時間の監視型運動療法と自主運動
のホームプログラムを指導した。12 週を 1クールとして実施し、再評価
後、継続により状態の改善が期待できる者はさらに 1クールずつ延長し
た。【結果】他院からの紹介患者を含め 2012～2013 年 49 名の外来心リハ
を実施した。ほとんどの患者に短期のみならず、長期においても運動耐用
能の改善が認められた。心不全増悪により再入院した患者の 2名は、体重
の増加と食塩摂取量について自己管理が不十分であった。血圧、体重を測
定する自己管理表の導入と、外来リハ時に推定塩分摂取量を測定し減塩
指導を追加した。【結語】今後急性期総合病院における外来心リハの目標
と、安全に継続するための情報収集を含めた運営を検討していく必要が
ある。

P2-43-6 当院における心臓リハビリテーションの開設
と今後の展望

○
わたなべ じゅんこ

渡邊 潤子1、新谷 卓也2、丹羽 正人3、高山 茂之1、横地 雅和1、
西川 恵子4、山下 めぐみ4、北川 智恵子4、鈴木 智世4、
鈴山 直寛5、川崎 敦2、北村 政美2

NHO 三重中央医療センター リハビリテーション科1、
NHO 三重中央医療センター 循環器科2、
NHO 三重中央医療センター 栄養管理室3、
NHO 三重中央医療センター 看護部4、NHO 三重中央医療センター 薬剤科5

【はじめに】心臓リハビリテーション（以下心臓リハと略す）は近年大き
く発展しており、当院でも入院患者のリハビリテーション（以下リハと略
す）サービス向上と経営改善を目的に 2013 年 1 月に心臓リハを開設した
ので、準備、実施状況を報告する。【対象と方法】準備期、2013 年 1 月～
2014 年 3 月までを導入期、実践期に分け、実施状況および心臓リハ処方
数、疾患名、入院から心臓リハ開始までの日数等を調査した。【結果】準
備期：開設準備は約 3ヶ月でキックオフミーティング後、情報収集に努
めプロジェクトチームで施設見学 1カ所 2グループ実施。備品、電子カル
テ、場所等の整備を行った。導入期：理学療法士専従 1名、専任 2名で病
棟にて導入を開始した。医師、理学療法士、看護師の情報交換を適宜行っ
た。実践期：導入期に加え、病棟看護師を午後半日心臓リハ専任担当とし
た。カンファレンスを整備し 3～5職種で実施した。処方件数は導入期 30
例、実践期 102 例で、疾患は両期ともうっ血性心不全、急性心筋梗塞が多
かった。入院から心臓リハ開始までの日数は導入期平均 20 日、実践期平
均 12 日であった。【考察】導入期に比し、実践期は病棟看護師や多職種と
の連携も密になり、処方件数も増加した。実践期では入院から心臓リハ開
始までの日数も導入期に比べ減少し心臓リハが浸透してきたと考えられ
る。【おわりに】今後は心臓リハ内容をさらに充実していきたい。
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P2-44-1 パーキンソン病の呼吸障害に対する治療効果
について（呼吸補助筋の活性化に着目して）

○
かなざわ のぶゆき

金澤 信幸
NHO さいがた医療センター リハビリテーション科

【目的】パーキンソン病において、呼吸障害は日常生活を障害する因子で
あり、拘束性障害を呈すると言われている。パーキンソン患者特有の胸椎
後湾、頚椎前彎、下顎突出の姿勢は胸椎の進展活動の低下と胸郭の可動性
の低下をもたらし、拘束性障害の一因となる。呼吸機能維持には姿勢改
善、胸郭の可動性の維持が重要となるが、一方で筋強剛等の影響で活動性
を失っている肋間筋、胸鎖乳突筋等の活性化も重要な因子となりうる。今
回従来の理学療法に加えて肋間筋、胸鎖乳突筋等にマイオチューニング
アプローチ（以下MTA）を併用することによる治療効果を検討した。【方
法】対象患者 2名に対して従来の理学療法前後の肺活量を測定し、10 日～
14 日後にMTAを併用した前後の肺活量を測定し、その数値を求めた。実
施期間内に薬物の変化はなく、日内変動の影響も避けるため治療思考時
間もほぼ一定にした。また対象者には本研究の趣旨と内容を説明し同意
を得た。【対象】1�パーキンソン病（85 歳、女性Yahr3、老人カー押して
歩行自立）と 2�多系統萎縮症（65 歳女性、伝い歩き可能だが日常的には
車椅子）の 2名【結果】対象者 1MTA介入なしで治療前後の％肺活量は
79％から 89％に、MTA介入ありでは 73％から 99％に改善した。対象
者 2MTA介入なしで治療前後の％肺活量は 50％から 53％に、MTA介
入ありでは 53％から 63％に改善した。【考察】姿勢改善や胸郭の可動性
の維持、改善を主とする従来のアプローチと共にMTAによる肋間筋、胸
鎖乳突筋等の呼吸補助筋の活性化を図ると肺活量の改善が増加する傾向
が見られた。

P2-44-2 外科術後患者における術後身体機能と周術期
リハビリテーション実施状況の検討

○
か じ の ま さ や

楫野 允也
NHO 関門医療センター リハビリテーション科

［はじめに］外科領域周術期リハビリテーション（以下、リハ）は呼吸器
合併症や機能低下の予防が目的とされている。呼吸器リハは多く報告さ
れるが、術後の身体機能に着目した報告は少なく、実施内容も明確となっ
ていない。そこで、当院におけるリハ実施状況を調査し、身体機能および
実施状況を検討することを目的とした。［方法］2013 年 1 月から 2014 年
1 月に当院外科にて開胸・開腹・胸腔鏡・腹腔鏡手術を施行され退院と
なった 126 例（平均年齢 71.6 歳±11.2 歳）を対象とし、後方視的に調査し
た。抽出データは術式、併存症、リハ実施日数、実施内容、連続歩行距離、
連続歩行距離到達日数（以下到達日数）とした。対象を胸部又は胸腹部手
術群（胸部群：19 名）、腹部手術群（腹部群：107 名）に分け、リハ実施
日数、到達日数、連続歩行距離をMann�Whitney 検定にて、実施内容を
χ2 検定にて比較した。また、開胸・開腹（開胸開腹群：52 名）と胸腔鏡・
腹腔鏡（内視鏡群：74 名）の群分け、併存症あり群（67 名）となし群
（59 名）の群分けに関しても比較した。［結果］リハ実施日数 9.8±9.0 日、
連続歩行距離 245.3±138.2m、到達日数 6.2±5.1 日であった。歩行訓練以
外のリハ内容は筋力 ex 23 件、呼吸リハ 16 件、自転車エルゴ 14 件であっ
た。胸部群にて呼吸リハの実施頻度が多く（P＜0.05）、内視鏡群で自転車
エルゴの実施頻度が多かった（P＜0.01）。また、併存症あり群では歩行距
離が短かった（P＜0.05）。［考察］胸部術後は呼吸リハへの意識が高く、
腹部術後は歩行距離拡大が主目的となっていると思われる。歩行距離の
確保や積極的な筋力 exの実施などが不足していることも考えられ、身体
機能への介入方法を今後検討していきたい。

P2-44-3 慢性閉塞性肺疾患、気道感染に対する呼吸理学
療法アプローチ

○
あらかわ さ ち こ

荒川 幸子
NHO 長良医療センター リハビリテーション科

【はじめに】慢性閉塞性肺疾患、気道感染により呼吸困難を呈した症例を
担当した。当初は酸素療法の適応であり、HOT導入の検討もされたが、
気道感染症状が緩和され、HOT導入なく退院が可能となった。呼吸法の
習得がADL向上、呼吸困難感の軽減につながったことより、その指導方
法を紹介する。【対象】74 歳男性。平成 26 年 3 月より呼吸困難感が強くな
り、当院に入院の運びとなる。開始当初は発熱、咳が目立ち 2～3mの歩
行で呼吸困難感が出現していた。【経過】入院 7日目より経鼻酸素 1リッ
トルで呼吸理学療法を開始、腹式呼吸、口すぼめ呼吸の指導を行うが、呼
吸補助筋の収縮が強く上部胸式呼吸となった。バイタルは安静時脈拍 80
台、呼吸数 18 回�分、Spo2 95％、歩行時脈拍 100 台、呼吸数 22 回�分、
spo2 88％であった。主な理学療法として大胸筋、僧帽筋のストレッチ、
呼吸介助練習、腹式呼吸の指導を行った。また、薬剤処方で気管支拡張剤
の吸入を薬剤師の指導のもと行った。入院 21 日目に労作時の呼吸困難感
はみられずルームーエアーとなり、入院 38 日目に退院となる。【まとめ】
呼吸困難感を主訴とする症例であり、頚胸部の筋緊張を認め、同部のスト
レッチ、下部胸郭の可動性を向上させたことが呼吸筋疲労、呼吸困難感の
軽減につながった。呼吸方法の指導により、薬剤吸入もスムーズとなった
ことが治療効果につながった。

P2-44-4 肺切除術患者に対する呼気筋力トレーニング
が咳嗽力に及ぼす効果

○
ひ う ら まさのり

日浦 雅則1、平野 哲生1、長谷 宏明1、青砥 達朗1、鈴木 喜雅2、
若原 誠2、吉川 尚秀1

NHO 米子医療センター リハビリテーション科1、
NHO 米子医療センター 胸部血管外科2

【目的】肺切除術患者に対する呼吸リハビリテーション（以下呼吸リ
ハ）は，術後の呼吸器合併症の予防が最大の目的となる．咳嗽は気道内の
分泌物を排出し，無気肺や肺炎の予防に重要な役割を担い，咳嗽の強さ
（咳嗽力）は，気道クリアランスの成否や自己排痰の可否を規定する．咳
嗽力が呼気筋力トレーニング（以下EMST）によって増加したとする報告
が散見されるが，肺切除術患者を対象としてEMSTの効果について検討
したものはない．そこで，本研究では肺切除術患者に対するEMSTが咳
嗽力に及ぼす効果について検討することを目的とした．【方法】肺切除術
患者 11 名（平均年齢 65.4±12.4 歳）を対象にEMSTを主体とした呼吸リ
ハを手術 7日前から開始し，手術 7日後まで行った．EMSTは Threshold
PEP を用い，コントロールノブを最大呼気圧の 20％に設定し，15 回 2
セットを 1日に 2回実施した．咳嗽力の評価はピークフローメータに
フェイスマスクを接続したものを使用し，咳嗽時の最大呼気流量（以下
CPF）を手術 7日前，手術前日，手術 7日後に測定した．【結果】CPF
は手術 7日前 278.2±84.2L�min，手術前日 323.6±82.5 L�min，手術 7日後
270.0±58.6 L�min であった．術前 1週間の EMSTで CPFは有意に増加
したが，手術 7日後は手術前日に比べ有意に減少した．また手術 7日前と
手術 7日後では有意差を認めなかった．【結語】術前 1週間という短期間
のEMSTでも，咳嗽力が向上する可能性が示唆された．今後はCPFが増
加する機序について，他の呼吸機能との関連を検証していくことが課題
となった．
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P2-44-5 動作改善の必要性を感じていない慢性呼吸不
全患者への呼吸リハビリテーション―個人的
背景に着目した1症例―

○
やまうち やすひろ

山内 康広1、片岡 靖雄1、曽根 弘喜1、出羽 裕太郎1、
丸山 康徳1、小山 麻希子2、石賀 充典3、谷本 安3、河田 典子3

NHO 南岡山医療センター リハビリテーション科1、
NHO 南岡山医療センター 療育指導科2、
NHO 南岡山医療センター 呼吸器アレルギー内科3

【はじめに】病識が低い慢性呼吸不全患者は，低酸素状態を回避するため
の動作指導に非受容的姿勢を示すことが多い．今回，指導に非受容的だっ
た患者の個人的背景に着目して動作改善の動機づけを促した結果，改善
が得られたので報告する．【症例紹介】50 歳代男性，3年前に肺気腫と診
断．呼吸リハ目的で当院へ紹介入院となったが，本患者は『困ることはな
い』と訴えた．安静時 SpO2 ; 95，修正 Borg スケール（BS）；0.5 であった．
NRADLは 52�100 点，入浴項目で減点が目立った．入浴評価でminSpO2 ;
84，BS ; 2 となったため，動作速度や休息などの指導を試みたが本患者は
『必要ない』と答えた．Y�G性格検査では内省力の弱さがみられた．また，
肺気腫の病態や低酸素状態のリスクについての理解は乏しかった．【問題
と介入方針】病態などの“知識不足”に加えて，『（動作改善は）必要ない』
やY�G性格検査の結果から“内省力の弱さ”が考えられた．そのため，
“知識不足”に対しては病態や低酸素状態のリスクをイラストを用いて説
明し，“内省力の弱さ”には低酸素状態を来した動作と SpO2値を書き出し
て振り返りを行った．【経過】『自分の状態がわかった』と入浴指導に対し
て受容的となり低酸素状態は改善．この頃，自ら指導された内容をノート
にまとめるようになり，生活全般で動作速度や休憩などを自発的に振り
返るようになった．【考察】本患者の訴えや反応など個人的背景を踏まえ
た介入によって，指導に受容的となりノートで自己管理する能動的姿勢
が伺えた．この姿勢がADL全般へ波及したことを踏まえると，慢性呼吸
不全患者に動作改善の動機づけを行う際は個人的背景に着目した指導が
有効と考えられた

P2-44-6 呼吸器外科術後、全身的に筋力低下を認め身体
機能回復に難渋した症例

○
う ち だ ふみかず

内田 史和、青柳 利江、石橋 舞
NHO 神奈川病院 リハビリテーション科

【はじめに】今回、呼吸器外科術後に 2度の人工呼吸器管理となり、その
離脱後重篤な全身的筋力低下を合併した症例を担当する機会を得た。近
年こうした重症患者の身体機能低下を ICU acquired weakness（以下
ICU�AW）と称されるが、理学療法、作業療法、言語聴覚療法が介入した
ので、その経過を報告する。【症例】70 歳男性、既往歴に関節リウマチ、
間質性肺炎、糖尿病、腰痛などがある。肺扁平上皮癌と診断され、右肺下
葉切除術、気管支断端肋間筋被覆術を施行した。POD2 に重症肺炎にて人
工呼吸器管理、POD8 に抜管、POD27 に呼吸状態が悪化し再度挿管、POD
48 に離脱したが全身に筋力低下を呈した。【リハビリテーションの経過】
理学療法は術前より開始、POD1 より再開し POD11 に平行棒内起立、歩
行練習を開始した。POD27 にはベッドサイド対応、POD62 に車椅子乗車
を再開したが、下肢筋力はMMTで 2レベルだった。作業療法は POD56
より開始、上肢機能訓練、体位変換、端座位を実施。開始時は肘関節より
遠位部にわずかな自動運動が可能、その後MMT3～4 レベルにまで改善
した。言語聴覚療法は POD55 より開始、気切のためコミュニケーション
はYes�No 反応とわずかな口形での表出に限られた。ゼリーの摂食で誤
嚥し POD84 に嚥下造影検査を実施、食道入口部が開かず重度嚥下障害の
診断。その後も著明な回復がなく間接訓練を継続している。【考察】本症
例は人工呼吸器を離脱でき、その後の数ヶ月の間に上肢機能などの回復
が確認できたが、下肢の筋力はMMT2 レベルであった。ICU�AWを呈し
た症例に対しては、その回復の限界を見極めQOLの改善を目的としたア
プローチへ転換することも考慮する必要がある。

P2-44-7 肺切除術における術後14日目の運動耐容能
は術前能力まで回復するか？

○
ふつはら は る き

蓬原 春樹1、吉永 龍史2、荒井 慎一1、渕 香緒里1、坪口 政美1、
本田 真之輔1、臼間 康博3

NHO 宮崎東病院 リハビリテーション科1、
NHO 熊本医療センター リハビリテーション科2、NHO 宮崎東病院 外科3

【目的】肺癌の外科術後は肺の容量が減少するため，運動耐容能の低下が
生じやすい．しかし，術後 2週目に入るとほとんどの症例は病棟歩行を自
立している．臨床で経過を追っていく際は，術前の運動耐容能と比較した
一般的な回復過程を追跡する必要がある．そこで，本研究目的は，術後 14
日目の運動耐容能が術前能力まで回復しうるか 6分間歩行試験を活用し
検討した．【方法】研究開始時点の対象は，肺切除術を施行した 27 例（年
齢 71.6±9.7 歳，男性 13 例，女性 14 例）．なお，本研究は当院倫理委員会
の承諾を受け，すべての対象者に書面上にて同意を得た．方法は，術前
（POD0）と術後 14 日目（POD14）に 6分間歩行試験を実施し，6分間歩
行距離（6MWD），呼吸困難感（修正Borg スケール），最低 SpO2，努力
性肺活量（FVC）を計測した．統計処理は，POD0 と POD14 の 2 変数に
ついて差の検定を行った．【結果】研究を POD14 まで継続できた対象者は
24 例（89％）であった．各評価項目の結果は，POD0 と POD14 で 6MWD
がそれぞれ 366.2±75.1m，339.9±91.0m，FVCが 2.7±0.6L，1.9±0.7L，
最低 SpO2 が 93.5（93.0�95.5）％，91.3（91.0�94.0）％で有意な低下が認
められた．修正Borg スケールは有意差を認めなかった．【考察】本研究で
は、運動耐容能の指標として 6MWDを用いた．本研究の結果，6MWD
における POD14 は POD0 と比較し有意に低下していたものの，回復率は
92.8％であった。よって，6MWDは，術後の運動耐容能を評価する一つ
の指標となることが示唆された．今後は，肺切除術に対する理学療法にお
いて，6MWDを含む運動耐容能のよりよい指標について，さらに検討し
ていきたい．

P2-44-8 モストグラフから得られた呼吸抵抗値、肺特性
値と6分間歩行試験との関係

○
さ え き かずしげ

佐伯 一成、武田 昭範
NHO 旭川医療センター リハビリテーション科

【目的】呼吸機能検査では被験者による最大の努力呼吸が必要となる。一
方末梢気道の病態を検出する impulse oscillation system（IOS）は安静呼
吸時に施行でき近年普及してきている。当院では、IOSの一つであるモス
トグラフから得られた全気道抵抗（R5）、中枢気道抵抗（R20）、末梢気道
抵抗（R5�R20）、末梢肺の過膨張を反映するリアクタンス（X5）、肺の弾
性を表わす共振周波数（Frs）、低周波面積（ALX）と従来からの 1秒量・
予測 1秒量・肺活量（VC）との関係を確認した上で、6分間歩行試験実測
値の予測値に対する割合（％6MD）とモストグラフから得られた指標との
関係を検討したので報告する。【方法】被験者は当院でCOPDの診断を受
けた 97 名（男性 88 名、女性 9名）で平均年齢 70.6±6.6 歳であった。ま
たGOLDの分類では stage1 : 39 名、stage2 : 26 名、stage3 : 23 名、stage
4 : 9 名であった。モストグラフから得られた指標と 1秒量、予測 1秒量及
びVCとの相関関係を検討した。また 1秒量・予測 1秒量・VC及びモス
トグラフからの指標と％6MDとの相関関係も検討した。【結果】モストグ
ラフの指標と 1秒量の間では相関係数｜r｜がALX、Ars、X5 では｜r
｜＝0.7 とかなり強い相関を認めた。同じく予測 1秒量とではFrs で｜r
｜＝0.7 とかなり強い相関があり、ALX、X5、R5、R5�R20 とは 0.4≦｜r
｜≦0.6 でかなり相関があった。モストグラフの指標とVCとでは 0.3≦
｜r｜≦0.4 となり、特にR5、R5�R20 とは｜r｜＝0.3 とやや相関がある程
度であった。％6MDとの関係では、1秒量・予測 1秒量・ALX・Ars・X
5 において｜r｜＝0.4 かなりの相関があったがVC・R5・R5�R20 では｜
r｜＝0.3 とやや相関があったのにとどまった。
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P2-45-1 進行性筋ジストロフィー患者における開口訓
練の取り組み

○
もとたに つばさ

本谷 翼1、桐崎 弘樹1、谷内 初美1、浅井 瑶子2

NHO 医王病院 リハビリテーション科1、
NHO 医王病院 摂食嚥下認定看護師2

【はじめに】急性虫垂炎術後、循環動態不穏で経口摂取中止。腸間膜の捻
れや誤嚥性肺炎より経口摂取中止、中心静脈栄養挿入を繰り返す。その
後、数ヶ月後には経口摂取で刻み食まで改善。食形態を上げたいとの本人
の希望から摂食評価の依頼があり摂食場面評価を実施。開口不良とのこ
とから開口訓練を開始した。その結果、開口改善し食形態が上がった症例
を経験したので経過に考察を加えて報告する。【症例】41 歳男性 進行性
筋ジストロフィー。病歴：H24,4 小腸拡大と液面形成、急性虫垂炎。術
後短時間であるが心停止。H24.11 腹部 CTにて腸間膜の捻れCV．中心
静脈栄養挿入。H25.1 唾液で誤嚥発熱。【経過、方法】初回評価：刻み食
テルミール。7～8口ほど摂食後にむせ。摂取時間 約 60 分。開口幅（口
唇間）1,5cm。下顎が右側偏位、咬筋、オトガイ舌筋の萎縮。ST開始。開
口訓練：週 3～4回、30 分間程度 口唇周辺、顎周辺、オトガイ舌筋のマッ
サージ、口腔器官体操を実施。1ヶ月経過後、舌圧子を用いて開口保持訓
練導入。保持訓練開始直後は舌圧子 4枚 左側のみ挿入し保持。【結果】
初回評価から半年後の結果、開口幅（口唇幅 2,0cm 歯間 1,2cm）食形態
心臓食 常食 一口大 ハーフ。摂食時間 約 50 分。食べにくいものは
自分で喀出。一口に対し 1～3分咀嚼。慎重に摂取。口腔内残渣は若干あ
るものの嚥下は問題なし。疲労感の訴えなし。【考察】1日約 30 分間の開
口訓練より、開口が改善し食形態を上げることに結びついたと考える。今
後も現状維持を目標にも開口訓練を継続していく。

P2-45-2 パーキンソン病患者の嚥下障害と運動機能に
ついての検討

○
か み や ようへい

神谷 陽平1、大塚 ゆきこ1、石橋 功1、佐伯 一成1、黒田 健司2

NHO 旭川医療センター リハビリテーション科1、
NHO 旭川医療センター 脳神経内科2

【目的】パーキンソン病（PD）患者の嚥下障害は予後に関わる重要な症状
の一つである。過去の報告では、嚥下障害は病初期から存在することがあ
り、必ずしも運動機能の重症度と関連しないとされている。本研究は、当
院で行った嚥下造影検査（VF）結果から PD患者の嚥下障害の特徴を確
認するとともに運動機能との関連性について検討することを目的とし
た。
【方法】対象は平成 24 年 7 月から平成 26 年 2 月までに当院脳神経内科に
入院した PD患者 404 名のうち、VFを施行した 37 名（男性 21 名、女性
16 名、平均年齢 73.5±7.1 歳）とした。VFの評価項目は摂食・嚥下リハ
ビリテーション学会の「嚥下造影の標準的検査法」を参考とし、口腔期・
咽頭期・食道期を 20 の下位項目に分け異常の有無について評価した。下
位項目それぞれの異常所見の頻度を明らかにし、運動機能の指標である
UPDRS�3 との関連性について検討した。
【結果】VF上全ての症例で誤嚥は認められなかった。異常所見の頻度とし
ては、喉頭蓋谷の残留（51.4％）、嚥下反射の惹起遅延（48.6％）、舌背の
残渣（37.8％）、咽頭への送り込み困難（24.3％）、食道の残留（24.3％）の
順で高かった。それぞれの異常所見の有無とUPDRS�3 の点数に有意差
を認めなかった。
【考察】PD患者の嚥下障害は、口腔期から食道期まで多様な問題が生じる
と報告されており、本研究においてもVFでの異常所見にばらつきが認
められた。嚥下障害と運動機能についての関連性は認められなかったこ
とから、嚥下障害の早期発見には客観的評価が可能なVFは有効な検査
法であることが再認識された。今後は症例数を増やし、さらに検討してい
きたい。

P2-45-3 研修「誤嚥性肺炎を防ぐ口腔ケアとリハビ
リ」における看護師の理解や思いの調査

○
はやしうち か お り

林内 香織、藤原 千尋、渡利 太
NHO 福山医療センター リハビリテーション科

【はじめに】当院は 34 診療科 410 床の急性期病院で、平成 24 年度に言語
聴覚士と歯科衛生士が新規採用された。
【目的】「誤嚥性肺炎を防ぐ口腔ケアとリハビリ」と題した院内研修を実
施。そこで、口腔ケア・摂食嚥下障害に関する参加者の理解や思いを把握
する為に調査をした。
【対象】研修に参加した看護師 65 名（新卒者 24 名、経験者 41 名）
【方法】研修前に口腔ケア・摂食嚥下障害に関する問題（○×形式 15 問）
を実施。また、研修後に再び同様の問題と、選択式かつ自由記述式アン
ケートを実施。
【結果】問題回収率 68％（新卒者 23 名、経験者 21 名）、アンケート回収率
85％（新卒者 24 名、経験者 31 名）。問題の平均正答率は、新人と経験者、
研修前と後、共に約 14 問で殆ど差はなかった。正答率は「スポンジブラ
シでバイオフィルムは破壊できる」で 71％が 96％に、「口腔・咽頭で液
化するゼリーは喉を通りやすく安全に飲める」で 77％が 93％に等、15
問中 6問で研修前より後に向上した。アンケート結果は、「研修で今まで
知らなかった内容は」ある 87％、「摂食嚥下障害のある方を担当する時に
不安や心配は」ある 73％等。具体的には「予後や生死に関わるため不安」
「むせると焦る」「初期対応が遅れると 1回で誤嚥するので、経験の浅いス
タッフが入院時に対応することが心配」「実際は喉の中を見られないので
不安」等の意見があった。
【考察】今回の調査で、当院看護師の口腔ケア・摂食嚥下障害に関する理
解、誤解しやすい傾向、思い等が明らかになった。また、研修により理解
の向上や新たな知識の習得がみられた。不安や心配に対しては、症例や体
験型研修で具体的な対応を検討する等、今後の研修内容や臨床に活かし
たい。

P2-45-4 哺乳障害に対して哺乳瓶のミルク流量コント
ロールを行い経口哺乳が可能となった一症例

○
さ と う ゆ う こ

佐藤 裕子、今井 裕弥子、柳澤 瞳、上出 杏里、橋本 圭司
国立成育医療研究センター リハビリテーション科

【はじめに】哺乳には、吸啜・嚥下・呼吸の調和が必要である。これらに
不調和を認め哺乳困難であった児に対して、哺乳瓶のミルク流量コント
ロール方法により経口哺乳が可能となったので報告する。
【症例】日齢 34 女児。VATERL連合、早産、低出生体重児（36w0d、1966
g）。日齢 16 人工呼吸器離脱。哺乳障害に対するリハ目的にて ST処方。
【評価および方法】初診時、流涎なし、顔面・口腔周囲・唇・舌・口腔粘
膜過敏なし。口腔の解剖学的異常なし。探索・口唇・吸啜・咬反射あり、
口腔顔面に異常パターンは認められない。吸啜の舌運動はリズミカルだ
が連続性不十分で吸啜パターン時間は短い。空乳首吸啜で SpO2 のふら
つきあり。経口哺乳ではむせて中止、日齢 32 嚥下造影検査にて誤嚥が認
められていた。以上から口腔運動および吸啜―嚥下―呼吸パターン不調
和による哺乳障害と考えた。間接訓練、少量ミルクの嚥下練習を行い、日
齢 96 固め乳首ととろみミルクを用いた経口を開始したところ、むせと
SpO2 低下が毎回みられた。そこで瓶内の水圧を下げることで吸啜時に口
腔に流れ込むミルク流量を減らすことを目的に、吸啜後すぐに哺乳瓶を
水平位置に下げる方法を行ったところ、むせは消失、安定して経口哺乳が
可能となり効果を認めた。
【考察】嚥下造影再検査で、上記方法と哺乳瓶を傾けたまま方法を比較し
た。いずれも気管内流入は認められなかったが、傾けたままでは梨状陥凹
にミルク貯留が認められた。在宅移行後も方法を継続し、誤嚥なく経口で
きている。流入量コントロール方法で、より安全な哺乳ができたと考え
る。
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P2-45-5 自分で食べたいという思いを支援した関わり
～食事環境の重要性～

○
に し の る か

西野 瑠花1、谷岡 緑1、野村 美保2、石橋 はるか3、福場 浩正3、
宮地 隆史3、住元 了4

NHO 柳井医療センター リハビリテーション科1、
NHO 柳井医療センター 看護科2、NHO 柳井医療センター 神経内科3、
NHO 柳井医療センター 外科4

【はじめに】認知機能低下による嚥下障害は個人差が大きく、訓練や環境
調整において個別な工夫が必要である。今回、認知機能低下により食思の
低下が著明な症例に対して、最後まで自分で食べたいという思いを支援
した取組みについて報告する。
【症例】A氏・70 歳代女性。X年に脊髄性サルコイドーシスと診断。X
年＋1月に加療目的で当院入院。要介護 4でADLは全介助。栄養は経口
のみであったが喫食量が安定せず点滴を併用していた。
【経過】認知機能はHDS�R3 点、RCPM施行困難。簡単な応答のみ可能で
自発話は乏しかった。嚥下評価は、MWST4 点、FT4 点。VF検査では微
量の咽頭残留を認めたが誤嚥は検出されず、食物調整より介入を開始し
た。食事観察において介助時に拒否反応を多く認め、食思低下を起こす要
因と推察されたことから早期に自助摂取訓練を検討。食事動作を獲得す
る上で神経心理学的検査上では困難と予測されたが、食事動作のエピ
ソードは残存していた。また右上肢は廃用手となっていたが、利き手交換
は可能であった為、X年＋2月より導入。自助摂取を行うことにより姿勢
補正が課題となり、特殊テーブルの使用及びスタッフの統一した支援が
提供できる様に摂食条件表を作成して活用した。結果、自助摂取を行えた
ことで自尊心を満たし喫食量が徐々に増加していき、X年＋4月で点滴が
中止となった。
【考察】本症例は食思の低下を起こしていた要因として「最後まで自分で
食べたい」という潜在的な思いがあり、推察して効果的な介入及びスタッ
フで共通した支援を行った事により改善を図れたと考える。

P2-45-6 お楽しみで直接的嚥下訓練を継続している
Ullrich 型先天性筋ジストロフィーの一例

○
はるもと や す み

春元 康美1、岡崎 良子1、星井 輝之1、伊藤 明子2、岩崎 洋一1

NHO 広島西医療センター リハビリテーション科1、
NHO 広島西医療センター 小児科2

【はじめに】Ullrich 型先天性筋ジストロフィーは臨床的に，知的に正常で，
先天性の筋力低下，近位関節拘縮，遠位関節過伸展，踵骨の突出，高口蓋
を特徴とする先天性筋ジストロフィーである。今回，当院で療養生活を送
るUllrich 型先天性筋ジストロフィー患者にお楽しみ目的で直接的嚥下
訓練を実施する機会を得たので報告する。
【症例】20 代男性，Ulllrich 型先天性筋ジストロフィー。高校卒業と同時に
当院へ転院となる。7才で気管切開し呼吸器装用開始。15 才頃より誤嚥性
肺炎を繰り返すため、経口摂取は月に一回程度となる。電動車椅子で移動
でき、2時間程度のウイニングが可能。経鼻胃管による経腸栄養管理。
【評価】カフ無しカニューレ装用のため、speech でコミュニケーション可
能。舌・顎・口唇に軽度運動範囲の制限あり、明らかな左右差なし。高口
蓋でやや歯列狭小。当院へ入院 2ヶ月で嚥下造影検査実施。脊柱の変形が
顕著で，読影困難な部位もあったが、検査時に明らかな誤嚥はなし。口腔
期には明らかな低下はみられない。
【経過】嚥下造影検査後，約 1回�週の頻度で直接訓練を開始、継続してい
る。本人の嗜好に合わせた食材を使用。咀嚼し、一部嚥下するが味わった
後に多くは唾液とともに喀出している。現在は発熱や炎症反応の上昇等
なく経過している。
【まとめ】進行は比較的緩徐であるといわれており、本人の嗜好に合わせ
てリスクの高い食品でも直接的嚥下訓練を継続している。しかし、機能維
持やQOL向上を目的とすると、どこまで本人の希望に合わせた直接訓練
を実施していくかが今後の課題であると思われる。

P2-45-7 副咽頭間隙腫瘍摘出術後、バルーン拡張法が有
効だった一例

○
いわさき さ や か

岩崎 さや香1、栗和田 幸江1、小林 史子1、舘田 勝2

NHO 仙台医療センター リハビリテーション科1、
NHO 仙台医療センター 耳鼻咽喉科・頭頚部外科2

【はじめに】腫瘍摘出術など外科的要因により迷走神経を切断した場合、
嚥下機能低下が多く見受けられる。この場合、間接嚥下訓練、特に頸部可
動域訓練、嚥下体操、口唇・舌・頬の訓練などを行うことが多く、バルー
ン拡張法の有効性についての報告は少ない。今回、バルーン拡張法により
嚥下障害が改善した症例を経験したので報告する。【症例】36 歳女性。多
発する傍神経節腫（右副咽頭間隙、右頸動脈小体、左副咽頭間隙）に対し
最も大きかった左副咽頭間隙腫瘍の摘出術を施行。その後、左迷走神経障
害による嚥下障害と構音障害を呈した。藤島嚥下 Lv1、MWST3、柳原法
14�40 点、MPT3 秒（嗄声＋）、発話明瞭度 2。食事は 3食経鼻経管栄養で
あったが、その他ADLは自立であった（Barthel Index ; 90�100）。【経過】
平成 2X年 5月下旬副咽頭間隙腫瘍摘出術施行、翌日～間接嚥下訓練・構
音訓練、6月上旬～直接嚥下訓練、6月下旬～バルーン拡張法導入、7月上
旬～バルーン拡張法自力手技獲得訓練開始。7月中旬退院、他院で外来
フォロー。【結果】退院時、藤島嚥下 Lv.7、MWST4、柳原法 28�40 点、
MPT7 秒（嗄声＋）、発話明瞭度 1.5 と改善した。VE・VF上でも嚥下機
能改善を認めた。【考察】本症例から、外科的侵襲による迷走神経を原因
とする嚥下機能障害に対してもバルーン拡張法が有効である可能性が示
唆された。これはバルーン拡張法による咽頭・喉頭筋群への直接的な刺
激入力に加え、患者自身の手技習得による頻回な刺激入力が可能となっ
た事が寄与したと考えられる。【結語】今後は導入時期の検討など効果的
なリハビリテーションに繋げるため、症例数を蓄積していくことが課題
といえる。

P2-46-1 びまん性肺骨形成の2例

○
くまぞえ ひろゆき

熊副 洋幸1、坂本 陽平2、高倉 孝二2、渡邉 暁博3、原 真紀子2、
伊勢 信治2、赤崎 卓4、槇 早苗4、出水 みいる2、若松 謙太郎2、
川崎 雅之2

NHO 大牟田病院 放射線科1、NHO 大牟田病院 呼吸器内科2、
NHO 大牟田病院 神経内科3、NHO 大牟田病院 内科4

びまん性肺骨形成（diffuse pulmonary ossification ; DPO）は、肺組織にび
まん性に異所性の骨化巣を生じる比較的稀な疾患である。以前は生前に
診断されることは少なかったが、近年はCT検査により生前に疑われ、
VATS等により診断される頻度も増加傾向にある。今回、我々はDPO
と剖検時に診断された 1例と、組織学的確診は得られてはいないが、その
画像所見の特徴から、DPOが強く示唆された 1例を経験したので報告す
る。症例 1 : 84 歳男性。3年前に幻視で発症したレビー小体型認知症の既
往あり。繰り返す誤嚥性肺炎の評価目的にて胸部CTを施行したところ、
両側下葉に多数の結節状～分枝状の骨化もしくは石灰化の吸収値を疑わ
せる高吸収病変を認めた。後に呼吸不全により死亡後剖検を実施。両肺は
全体に線維化、慢性炎症細胞浸潤が認められ、特に両側下葉では脂肪髄を
伴った成熟した骨組織による骨化を認め、DPOと診断された。症例 2 :
78 歳男性。3年前より労作時呼吸困難感を自覚し 3か月前より更に増悪。
精査目的の胸部CTにて両側下葉・背側優位に多数の小結節性～分枝状
の高吸収病変を認め、石灰化や骨化が疑われた。軽度線維化も来たしてい
た。骨シンチでは上記肺病変に一致した高集積を認めた。以上の所見か
ら、DPOの可能性が強く示唆された。
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P2-46-2 当院で経験した呼吸器アミロイドーシス11
例の検討

○
さ さ き しん

佐々木 信1、望月 吉郎1、中原 保治1、河村 哲治1、守本 明枝1、
水守 康之1、塚本 宏壮1、三宅 剛平1、横井 陽子1、勝田 倫子1、
鏡 亮吾1、花岡 健司1、白石 幸子1、加藤 智浩1、大西 康貴1、
福田 泰1、東野 貴徳2、三村 六郎3

NHO 姫路医療センター 呼吸器内科1、NHO 姫路医療センター 放射線科2、
NHO 姫路医療センター 病理3

【目的】呼吸器アミロイドーシスはまれな疾患である。当院で経験した 11
例について、画像および臨床所見について検討した。
【方法】1997 年から 2013 年の間に当科に紹介され、呼吸器アミロイドーシ
スと組織学的に診断された 11 例を対象とした。
【結果】男性 5名・女性 6名で平均年齢は 70 才。肺野結節型が 8例（単発
2例、多発 6例）、びまん性肺胞胞隔型が 1例、縦隔肺門リンパ節型が 1
例、気管気管支型が 1例。1例を除き、外科的肺生検で診断されていた。
PETが行われていた 5例中 4例で中等度以上の集積を認めた。びまん性
肺胞胞隔型の 1例のみ、呼吸不全死した。
【結論】呼吸器アミロイドーシスは多彩な臨床像と肺野病変を呈するが、
今回の自験例の多くは、肺野結節型であった。肺野結節型や縦隔リンパ節
型では、PETで集積亢進を認めるものもあり、肺癌などの悪性疾患との
鑑別が難しかった。肺限局型では呼吸不全の進行や死亡例は認めず、予後
良好だった。

P2-46-3 当院におけるピルフェニドン使用症例の検討

○
つじ ただかつ

辻 忠克、鈴木 北斗、堂下 和志、黒田 光、高橋 政明、
武田 昭範、藤田 結花、山崎 泰宏、藤内 智、藤兼 俊明

NHO 旭川医療センター 呼吸器科

（対象と方法）当院で 2009 年以降に入院した特発性肺線維症患者におい
てピルフェニドンで治療介入した 19 例の臨床経過についてレトロスペ
クティブに検討した。（結果）性別では男性 16 例、女性 3例。当院に特発
性肺線維症としての初診時からの追跡期間は 8カ月から 183 カ月、平均
で 63.3 カ月であった。ピルフェニドン導入時の年齢は 53 歳から 80 歳で
平均 69.8 歳であった。初診時から導入時までの期間は投与期間は現在投
与継続中の症例も含め、6カ月未満 10 例、1年未満 2例、1年以上投与例
は 7例であった。継続困難での途中中止症例は 10 例で、食欲不振・消化
器症状によるものが 6例、皮膚炎が 1例、肝障害が 1例、肺炎併発による
継続困難例が 1例、原疾患の進行のための呼吸不全増悪によるのが 1例
であった。1年以上の継続投与例では途中中止症例は無かった。死亡症例
は 10 例。急性増悪 5例、呼吸不全 4例、脳梗塞 1例であった。10 例中、
6例でピルフェニドンは継続困難で投与中止となっており、中止してから
1年以内の死亡であった。呼吸機能検査では、ピルフェニドン導入時の％
VCは平均 79.7％、FVCは平均 2.43L であった。6カ月以上継続投与が可
能であった症例では、導入前後でFVCの低下抑制傾向がみられた。（結
語）ピルフェニドンは副作用により、継続投与が困難な症例が約半数と多
かった。投与中止後、1年以内に悪化死亡する症例が数例認められ、中止
後の経過に注意を要すると考えられた。継続投与が可能であった症例で
は、肺機能の低下を抑制する傾向が認められた。長期予後については今後
の検討課題である。

P2-46-4 特発性肺線維症に対するPirfenidone＋Cy-
closporin�A併用療法の有用性の検討

○
い ば た ひでのり

井端 英憲1、岡野 智仁1、西井 洋一1、藤本 源1、大本 恭裕1、
樽川 智人2、安達 勝利2

NHO 三重中央医療センター 呼吸器科1、
NHO 三重中央医療センター 呼吸器外科2

【目的】特発性肺線維症の初期治療では抗線維化剤 Pirfenidone（以下
PFD）が唯一の推奨治療薬であるが、上市後 5年を経て PFD単独投与の
限界と問題点も判明してきた。特に用量依存性の副作用や医療費の問題
で最大量投与は困難なことが多い。その補完に抗炎症作用を持つカルシ
ニューリン阻害剤Cyclosporine�A（以下 CSA）併用による臨床的有用性
を検討した。【対象と方法】対象はATS�guideline（2011）で特発性肺線
維症と診断した 14 例。PFD先行 9例、CSA先行 3例、同時投与 2例。PFD
投与量は 600�1200mg�日（平均 1041mg）、CSA投与量はトラフ値 80�120
ng�ml 相当に調節した。評価方法は、自他覚症状、臨床検査値、肺機能検
査値、画像所見、副作用、転帰などの評価項目をA期（無投薬観察期）・
B期（単剤投与期）・C期（PFD＋CSA併用投与期）の変化量で比較検討
した。【結果】自覚症状で咳嗽と呼吸困難は約半数で進行抑制を認め、
Biomarker は SP�Dの初期低下と後期増悪抑制を認めたが、KL�6 の変化
は様々であった。肺機能検査でA期の FVC低下率平均 8.1％�年が、B
期 3.7％�年、C期には 2.3％�年に改善した。FVC変化のカテゴリカル解析
ではA期・B期に比較してC期で進行例が減少したが、5例で FVCの低
下抑制を認めなかった。画像所見で改善例は認めないが、6例で 1年以上
の増悪抑制を認めた。PFDと CSAに伴う副作用は個別発現性で相加的
増悪はなかった。観察期間中に急性増悪例はないが 2例で肺高血圧症の
進行を認めた。【考察】特発性肺線維症に対する PFD＋CSA併用療法は両
薬剤の副作用のmotif が異なるために安全に使用可能であった。PFD
＋CSA併用療法は PFD単独治療より肺機能悪化を抑制する可能性があ
り、更なる検討が期待される。

P2-46-5 気管支喘息の病態を反映するバイオマーカー
の検索

○
き く ち のりひろ

菊池 教大、増田 美智子、渡邊 温子、石井 幸雄
NHO 霞ヶ浦医療センター 呼吸器内科

【背景・目的】喘息は，気道の慢性炎症，気流閉塞によって特徴づけられ
る疾患である．一般に気流閉塞は可逆的であるが，長期に気道炎症に持続
すると，気道リモデリングという不可逆性の気道狭窄が加わり，治療に難
渋する．気道炎症やリモデリングの診断には，組織採取などの侵襲的検査
が必要である．これらの喘息の各病態を把握し，予防・治療に応用するた
めの非侵襲的バイオマーカーの開発が待たれている．今回，我々は喘息患
者の喀痰中の様々なタンパクを測定し，気道炎症，気流閉塞および気道リ
モデリングとの関連を検討した．【結果・考察】好酸球性気道炎症に対し
ては，好酸球成熟に関与する IL�5 や，好酸球遊走に関与するCCケモカ
インより，Th2 分化そのものに関わる IL�4 が関連が強かった．好中球性
気道炎症に関しては，好中球遊走因子である IL�8 だけでなく，向炎症サ
イトカインであるTNF�αも関連を示した．逆にTh17 サイトカインとの
間に有意な相関を認めず，Th17 経路よりもNF�κB経路による気道炎症
惹起が起きているものと推測された．気流閉塞と関連したのはいずれも
Th2 サイトカインであり，気流閉塞とTh2 型炎症の間になんらかの関与
があるもと考えられた．喘息症状には，Th2 反応の亢進だけでなく，Th
2 反応抑制系の低下が何らかの関与を示しているものと考えられた．ステ
ロイド治療後には好酸球の低下に先立ち，気道中のNO生成やサイトカ
イン生成がまず抑制されるものと考えられた．【結論】喀痰中に気道炎症，
気道閉塞，リモデリング等，喘息病態を反映するマーカー分子が存在する
可能性が示唆された．またこれらの分子は好酸球の変化により鋭敏に治
療に反応する可能性も示唆された．
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P2-46-6 若年発症喘息における短期喫煙が呼吸機能へ
及ぼす影響

○
わ た い けんたろう

渡井 健太郎、関谷 潔史、谷口 正実、齋藤 奈津美、
木下 ありさ、三井 千尋、林 浩昭、押方 智也子、伊藤 潤、
釣木澤 尚実、福冨 友馬、粒来 崇博、前田 裕二、森 晶夫、
秋山 一男

NHO 相模原病院 臨床研究センター

【目的】若年発症喘息において、短期喫煙が呼吸機能に及ぼす影響を検討
する。【方法】2004 年から 2011 年まで当院初診で、発症年齢 16 歳から 34
歳までの喘息患者において、喫煙群（114 人、発症年齢 25.3 歳、罹病期間
33.4 ヵ月、喫煙歴 4.50 pack�year）と非喫煙群（178 人、発症年齢 24.9
歳、罹病期間 27.9 ヵ月）で気道可逆性および気道過敏性を検討した。【結
果】喫煙群では非喫煙群と比較し、FEV1％，％FEV1.0、可逆性後％FEV
1.0、HistaminePC20 において有意に低値を示した。【結論】若年発症喘息
において、短期喫煙は有意に呼吸機能を低下させる。

P2-46-7 Aspirin Intolerant Asthma（AIA）と喫煙歴は
関連するか

○
はやし ひろあき

林 浩昭、谷口 正実、三井 千尋、福冨 友馬、梶原 景一、
伊藤 律子、渡井 健太郎、齊藤 奈津美、木下 ありさ、
押方 智也子、伊藤 潤、釣木澤 尚実、関谷 潔史、粒来 崇博、
前田 裕二、森 晶夫、秋山 一男

NHO 相模原病院 臨床研究センター

【背景】AIA患者には喫煙歴を有する患者が多いと米国から報告された
（Jinny E.Chang et al, AAAI 2012）。一方で喫煙は気道上皮の PGE2 産生
を亢進させ、AIA発症を抑制する可能性も想定できる。
【目的】AIA群、Aspirin Tolerant Asthma（ATA）群、健常人群の喫煙
歴（非喫煙 vs 現喫煙と過去喫煙）をCase�Control Study で比較検討し
た。
【方法】Case は AIA群（127 名）、Control は 3 群とし、1）負荷試験によ
り診断したATA�1 群（100 名）、2）当院Data Base から抽出したATA�
2 群（1270 名）、3）相模原市の一般住民より抽出した健常人群（1270 名）
とした。Gender�Age Match の上喫煙歴の有無を比較した。
【結果】AIA群は喫煙歴無 78 人（61.4％）、喫煙歴有 49 人（38.6％）、不明
0人（0％）。Control 群は 1）ATA�1 群は 57 人（57％）、43 人（43％）、
0人（0％）；P＝0.50、2）ATA�2 群は 772 人（60.8％）、498 人（39.2％）、
0人（0％）；P＝0.88、3）健常人群は 838 人（66％）、420 人（33.1％）、12
人（0.9％）；P＝0.27。AIA群と各 Control 群間に喫煙歴の有無において有
意な差は認めなかった。
【結論】AIAと喫煙歴の関連性はない事が示唆された。

P2-47-1 当院における大腸カプセル内視鏡検査の現状
と問題点

○
し ま だ まさあき

島田 昌明、岩瀬 弘明、平嶋 昇、桶屋 将之、龍華 庸光、
喜田 裕一、久野 剛史、田中 優作、江崎 正哉、加藤 文一朗、
浦田 登、後藤 百子、水田 りな子、宇仁田 慧

NHO 名古屋医療センター 消化器科

【目的】大腸カプセル内視鏡（PillCam COLON2Ⓡ，ギブン・イメージング
社製）は 2014 年 1 月より保険適応となった．今回，当院におけるCOLON
2Ⓡの現状と問題点について検討した．【方法】2014 年 1 月より 5月までに
COLON2Ⓡを保険診療適用で 30 例に導入した．導入初期の前処置法 6例，
機器不具合による撮影不良 1例，腸管洗浄液の服用困難 1例を除外した
22 例を解析対象とした．検査前日は低残渣食とし就寝時にセンノシド 48
mgを内服した．検査当日は起床時にイトプリド 150mgを服用し，来院時
に腸管洗浄液 1Lと水 1Lを飲み，水様便排泄後にCOLON2Ⓡとイトプリ
ド 150mgを服用し撮影を開始した．胃内に 30 分以上滞留した場合はメ
トクロプラミド 10mgを筋注した．COLON2Ⓡ十二指腸到達後に腸管洗浄
液 1Lと水 1Lを追加した．COLON2Ⓡ画像は専用ワークステーションで
読影した．【成績】男性 7例，女性 15 例，年齢中央値は 45.5 歳（23�84
歳）であった．全大腸観察完遂率は 77.3％であった．COLON2Ⓡの十二指
腸到達時間：70（28�113）分，小腸通過時間：55（4�136）分，大腸通過
時間：107（9�693）分であった．腸管洗浄良好率は 86.4％であった．便秘
症を 6例に認めた．便秘例の全大腸観察完遂率は 33.3％と低率であった．
診断は大腸ポリープ 2例，潰瘍性大腸炎活動期 1例，潰瘍性大腸炎寛解期
12 例，クローン病活動期 1例，腸炎 2例，内痔核 1例，異常所見なし 3
例であった．患者のCOLON2Ⓡ満足度は 86.4％であった．合併症は認めな
かった．【結論】COLON2Ⓡは安全で患者満足度の高い検査であった．腸
管前処置方法の工夫により良好な腸管洗浄率および高い完遂率が得られ
たが，便秘症では完遂率が低く，また個人差も大きいことから更なる前処
置法の工夫が必要と考えられた．

P2-47-2 大腸穿孔を伴った腹部放射線潰瘍の再建

○
ふじおか ま さ き

藤岡 正樹、林田 健志、諸岡 真、西條 広人
NHO 長崎医療センター 形成外科

緒言：腹腔内全摘出後の創離開に対しては再縫合、植皮、局所皮弁など
様々な touch up の方法がある．しかし広範囲の腹壁欠損に対しては遊離
皮弁による良好な血行を有する組織移植が必要になってくる．我々は大
腸穿孔よる腹腔内感染を伴った腹壁欠損に対し，遊離筋皮弁を用いて良
好に創閉鎖をなし得た症例を経験したので報告する．症例と方法：症例
は 38 歳女性．12 年前に治療した子宮頸癌の再発で腹腔内臓器全摘術が施
行され，術後に放射線療法を追加された．しかし術後腹壁縫合層が離開
し，大腸が露出した上に放射線の影響で穿孔したため，骨盤内腔は便で汚
染され慢性的な腹腔内感染をきたした．本症例に対し，広背筋と前鋸筋の
連合筋皮弁を用い骨盤内死腔の充填を行うとともに，皮弁上に stoma を
作成を行って良好に感性制御と創閉鎖をなし得た．患者は感染の再発も
なく皮弁上の stoma から排便し，歩行も可能である．考察・結語：放射線
療法を行った組織はそもそも血流に乏しく，組織の治癒能力も低下する
ため，しばしば創の治癒遷延，潰瘍形成，創離開をきたし創鎖に難渋する．
このような創の再建には，良好な血行を有する遊離筋皮弁による再建が
第一選択となるが，本症例の場合慢性感染状態の腹腔内の充填のために
大きな筋弁を，また新たな stoma を作成するために広い皮弁を必要とし
た．この条件を満足させるために，広背筋と前鋸筋の連合筋皮弁は長い茎
と比較的自由な筋弁のレイアウトが得られる便利な再建材料である．本
法は感染などの合併症を有する広範囲な腹壁欠損に対して有用な再建法
である．
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P2-47-3 開腹手術困難な巨大結腸症・反復性S状結腸
軸捻転症に対して経皮内視鏡的結腸瘻造設術
（PEC）が有用であった5症例

○
ひ ら い りょうすけ

平井 亮佑1、藤本 剛2、井川 翔子2、宮本 和也2、山本 剛司2、
平田 尚志2、谷岡 大輔2、横峰 和典2、田中 彰一2

NHO 岩国医療センター 初期臨床研修医1、
NHO 岩国医療センター 消化器内科2

全大腸内視鏡検査にて器質的な狭窄は指摘されないが、神経疾患や慢性
便秘が基礎疾患にあり腸管異常拡張を認め腹痛・腹部膨満が持続する症
例や S状結腸軸捻転症を繰り返す症例は少なからず存在する。基本的に
は外科手術により結腸部分切除や固定術が推奨されるが、認知症やその
他併存疾患により全身麻酔下での開腹手術が困難な症例もあり、同様の
症状が持続するも、排便調整にて経過観察をしているのが現状である。経
皮内視鏡的胃瘻造設造設術の普及に伴い、胃瘻造設の手技はほぼ確立さ
れたが、この手技を結腸瘻造設に応用し、上記症例に対して外科手術をす
ることなく症状改善を図ることを目的として、当院では経皮内視鏡的結
腸瘻造設術（PEC）を 5症例に対して施行した。症例は男性 3例、女性 2
例で平均年齢は 77 歳、基礎疾患は認知症・進行性核上性麻痺・気管支喘
息・脳性麻痺、陳旧性脳梗塞、PECの契機は巨大結腸症が 3例、偽性腸閉
塞が 1例、反復性 S状結腸軸捻転症が 1例、造設部位は S状結腸が 3例、
盲腸が 2例、いずれも腹壁・結腸壁を 4点で固定し introducer 法で PEC
施行、盲腸に PEC造設した 2症例では術後 7日目からグリセリン浣腸液
にて順行性浣腸を施行した。合併症は 1例に皮下気腫、1例に皮膚感染、
1例に小腸イレウスを認めるもいずれも保存治療で改善、PEC関連の重
篤な合併症は認めず、1例は術後 45 日目に他病死するも 4例は退院経過
観察が可能であった。開腹手術困難な巨大結腸症・反復性 S状結腸軸捻
転症に対して PECは有効な治療となる可能性があるため報告する。

P2-47-4 当院での内視鏡と外科との合同手術の経験

○
か め い あきら

亀井 昭1、十時 利明1、子日 克宣1、竹内 圭介1、渡邉 典子1、
草深 智樹2、武内 泰司郎2、信岡 祐2、谷川 寛自2、横井 一2

NHO 三重中央医療センター 消化器科1、NHO 三重中央医療センター 外科2

（症例 1）80 才女性、大腸ファイバーにて歯状線にかかる 60mm大の
LST�Gを指摘された。生検で腺腫と診断、内視鏡的に明らかな悪性所見
は認めなかったが、サイズが大きく癌の合併が否定できず、一括切除が望
ましいと考えられた。大腸ESDでは歯状線近傍の処置が困難である可能
性があり、外科にて経肛門的局所切除術を依頼したが、口側の切除が困難
とのことで、ESDと経肛門的局所切除の合同手術を施行した。手術は全身
麻酔下にまず大腸ESDにて病変の口側の粘膜切開とトリミングを施行
した。その後ローンスターリトリクターにて視野展開し、直視下に局所切
除術を施行し病変を一括切除した。切除面を手縫いで縫縮し終了した。病
変径は 60×42mmで、組織は adenoma であった。（症例 2）65 才女性、前
医にて胃体上部大弯に 25mm大の SMTを指摘され、ボーリング生検に
てGISTの診断で、当院に紹介受診となった。CT、EUS、胃透視にて壁
内発育型のGISTと診断、外科的切除の方針となった。術式はより低侵襲
で、噴門機能を温存する目的で、LECSを選択した。全身麻酔下にまず腹
腔鏡下に胃体上部後壁周辺の脂肪組織を剥がしたのち、内視鏡的に SMT
周辺を全周切開し、肛門側約 3分の 1を漿膜筋層切開した。次いで腹腔鏡
下に超音波凝固切開装置にて、ESDにて設定した切除線に沿って切開し
た。病変を切除摘出後、切除部位を自動吻合器で閉鎖して終了した。組織
は低リスクGISTであった。（まとめ）外科手術の際にESDを併用するこ
とで、病変の切除線が明確化し、必要十分な局所切除が可能となった。内
視鏡と外科の合同手術は特別な機器は必要なく、内視鏡医と外科医の連
携がとれれば非常に有用であると思われた。

P2-47-5 当院における腹腔鏡下と開腹腹会陰式直腸切
断術の比較検討

○
す ぎ た さとし

杉田 諭1、的野 る美1、松本 載恭1、黒田 陽介1、米谷 卓郎2、
永田 茂行1、田原 光一郎1、穴井 秀明1

NHO 大分医療センター 外科1、NHO 大分医療センター 呼吸器外科2

【目的】近年下部直腸癌に対する腹腔鏡下手術の適応は拡大しており、当
院でも 2010 年から腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術（Lap�APR）の導入を開
始している。今回 Lap�APRの短期成績を直近の開腹腹会陰式直腸切断
術（Op�APR）と比較し検討を行った。【方法】2008 年 1 月～2014 年 4
月までに施行した Lap�APR群 10 例と Op�APR群 9 例について患者背
景・術中因子・術後因子の検討を行った。【結果】Lap�APR群はOp�APR
群と比べ術中出血量（469.5 g vs 1148.0 g）、創感染（0例 vs 6 例）が有意
に少なく、 経口摂取開始までの期間が有意に短かった（3.1 日 vs 5.0 日）。
患者背景、術中合併症、郭清リンパ節個数、術後在院日数、輸血頻度に差
はなかったが、病期はOp�APR群が有意に進行していた。【結語】Lap�
APRは Op�APRと遜色ない安全性を有しており、今後は長期成績を含
めた有用性を検討する必要があると考えられた。

P2-47-6 成人男性に発症した腸管膜リンパ節炎の一症
例

○
まつぐま くにひと

松隈 国仁、大谷 正史、貞松 茉莉、荒木 智徳、門司 恵、
加藤 浩之、尾関 伸一郎、江島 英理、島 正義

NHO 佐賀病院 内科

【はじめに】腸管膜リンパ節炎は回盲部周囲に腫大リンパ節を認め、右下
腹部痛、白血球上昇、発熱を主症状とし、小児において散見されるが、成
人での報告は少ない。今回、成人男性に発症した腸管膜リンパ節炎の一症
例を経験したので報告する。【症例】23 歳男性。201X年 2 月 16 日より心
窩部痛、食欲低下が出現。22 日、腹痛が持続し、近医救急外来を受診。レ
ボフロキサシン内服開始となるも、腹痛の改善なく、24 日には 39 度の発
熱が出現し、同日当科受診。受診時、38.7 度の発熱、食欲低下、腹部全体
の自発痛を認めた。下痢はみられず。診察上は腹部に圧痛は認めず。血液
検査ではWBC9500�μl、CRP5.09mg�dl と軽度の炎症反応上昇あり。腹部
CT検査で回腸末端周囲に大小多数のリンパ節腫脹を認め、腸管膜リンパ
節炎の診断にて同日当科入院。絶食及びセフトリアキソン投与を開始。入
院時の血液培養は陰性、便培養で有意な起炎菌を認めず。QTF陰性、血
清エルシニア抗体陰性であった。26 日、下部消化管内視鏡検査施行。回腸
末端に粗大な結節状～顆粒状隆起、びらんあり。同部の生検培養では、有
意な起炎菌は得られず、チールニールセン染色でガフキー陰性、結核菌
PCR陰性かつ、クローン病や結核を疑う肉芽腫性病変は認められず。加療
に伴い発熱、腹痛は徐々に消失、3月 7日退院となる。【まとめ】小児と同
様に、成人の急性腹症例においても腸管膜リンパ節炎を念頭に置く必要
がるものと考えられた。
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P2-47-7 当院で経験したヌック管水腫の3症例

○
も り や

守屋 まりこ1、早津 成夫2、原 仁司2、津和野 伸一2、柳 在勲2、
石塚 裕人2、原 彰男2

NHO 埼玉病院 研修医1、NHO 埼玉病院 外科2

【はじめに】ヌック管は子宮円靭帯が形成される際に腹膜鞘状突起が鼡径
管に脱出して形成される。生後 1年程で閉鎖されるが、稀に閉鎖されずに
嚢胞化する場合がある。通常幼少期に問題となる事がほとんどであるが、
成人女性で発症する症例も見受けられる。今回我々は 3例の成人女性の
ヌック管水腫を経験したため、文献的考察を加えて報告する。
【症例 1】80 歳女性。以前より鼡径部の膨隆を自覚していたが、自己にて
用手還納できていたため経過観察していた。用手還納できなくなったた
め当院当科受診し、水腫切除術及び右鼡径ヘルニア根治術（mesh plug
法）を施行した。術中所見では外鼡径ヘルニアを合併していた。
【症例 2】51 歳女性。鼡径部の膨隆を自覚し当院当科を受診した。2ヶ月後
には疼痛も出現したため施行した造影CTにてヌック管水腫の診断とな
り、水腫切除術及び右鼡径ヘルニア根治術（Marcy 法）を施行した。
【症例 3】64 歳女性。胆石症に対し腹腔鏡下胆のう摘出術施行する際に行
なった術前検査の造影CTにてヌック管水腫を指摘された。鼡径部の膨
隆は自覚していたが、他に症状なく経過しており、手術希望ないため経過
観察となっている。
【結語】比較的稀とされている成人発症のヌック管水腫を経験した。成人
女性の鼡径部腫瘤性病変の臨床においては、本疾患も念頭において診療
に当たる事が必要であると考えられた。

P2-47-8 後腹膜脂肪肉腫の2切除例

○
つねみつ ようすけ

常光 洋輔1、岩川 和秀1、赤井 正明1、濱田 侑紀1、西井 豪1、
安井 七々子1、野々下 崇1、梶岡 裕紀1、河田 健吾1、
磯田 健太1、北田 浩二1、濱野 亮輔1、奥谷 大介1、徳永 尚之1、
高橋 健司1、宮宗 秀明1、大塚 眞哉1、稲垣 優1、長谷川 泰久2、
岩垣 博巳1

NHO 福山医療センター 外科1、NHO 福山医療センター 泌尿器科2

後腹膜脂肪肉腫は全悪性腫瘍の 0.07－0.2％とされる比較的まれな疾患
である。今回我々は後腹膜脂肪肉腫の 2切除例を経験したので報告する。
症例 1 : 58 歳女性、201X年 9 月検診にて腹部腫瘤を指摘され近医でCT
施行された。右腎周囲に 16＊15＊11cm大の腫瘤認め当院紹介された。造
影CT、MRI にて不均一に造影される脂肪濃度の腫瘤で脂肪肉腫が最も
疑われた。同年 10 月右後腹膜腫瘍摘出術（右腎合併摘出）を施行、切除
重量は 1650g であった。病理組織は高分化型脂肪肉腫であった。術後経過
は良好で術後 10 日目に退院した。2014 年 6 月現在明らかな再発転移は認
めていない。症例 2 : 78 歳女性、1ヶ月前からの背部痛を主訴に近医受診
し、CTにて後腹膜腫瘍を疑われ 201X年 5 月当院紹介された。当院での
造影CT、MRI にて 13＊10＊8cm大の不均一に造影され内部に脂肪成分
も含む腫瘤を認め、脂肪肉腫が最も疑われた。同年 6月右後腹膜腫瘍摘出
術（右腎合併摘出）を施行、切除重量は 1600g であった。病理組織は脱分
化型脂肪肉腫で一部高分化型であった。術後経過はまずまず良好で術後
20 日目に退院した。翌年 6月 CTにて 4.5＊3.5＊2.5cm大の再発所見を認
め、上行結腸への浸潤も伴っており 7月に腫瘍を含め結腸右半切除術を
施行した。病理組織は脱分化型脂肪肉腫で一部に高分化型、粘液型の組織
を含んでいた。術後経過はまずまず良好で術後 23 日目に退院した。2014
年 6 月現在再々発病変を認めておりフォロー中である。

P2-47-9 当院における原発不明癌の検討

○
ふじかわ こ う し

藤川 幸司1、櫻田 晃1、松野 鉄平1、佐藤 康裕1、佐川 保2、
中村 とき子1、高橋 康雄1

NHO 北海道がんセンター 消化器内科1、
NHO 北海道がんセンター 腫瘍内科2

背景：原発不明癌は全身検索にもかかわらず臨床的に原発巣が確認でき
ない転移性腫瘍で、全悪性腫瘍の数％をしめ、予後不良なものが多い。
2010 年の原発不明癌診療ガイドラインによって診断・治療方針が示され
たが、未だ診断、治療に苦慮することも多い。目的：当院での原発不明癌
の現状を明らかにし、予後と相関するサブグループについて解析する。対
象：2009 年 1 月から 2012 年 12 月までの 4年間で原発不明癌として登録
された 74 例。方法：患者背景（年齢、性別、全身状態、転移臓器、病理
組織、治療法、治療成績）について後方視的に検討した。生存期間は
Kaplan�Meier 法で評価し、サブグループ間で lograbk 検定した。結果：
登録された 74 例のうち原発が確定したのは 9例、全身状態（PS）不良等
で検察が行われなかったのは 11 例で、解析対象症例は 54 例であった。年
齢中央値 65 歳（27�87 歳）、男性�女性 34�20、PS 0�1�2＜41�13 例。転
移臓器はリンパ節�骨�肺�腹膜�肝�副腎 44�30�11�9�6�5 例、組織型は腺
癌�扁平上皮癌�癌腫�神経内分泌癌 20�11�8�6 例などであった。対象 54
例の全生存期間中央値（MST）は 13.3 ヶ月であった。ガイドライン予後
良好群に相当する症例 12 例ではMST 38.0 ヶ月で、これら以外の群と比
較して有意に予後良好であった。その他、PS 0�1、単一転移臓器、肝転移
がない、リンパ節転移単独、血清アルブミン値正常などで有意にMST
が良好であった。また、BSCが選択されたのは 54 例中 5例のみであり、
PS不良でも何らかの治療が行われていた。結語：原発不明癌の予後良好
とされる因子については当院でも良好な予後が確認された。集学的治療
により予後やQOLの改善が期待できることが示唆された。

P2-48-1 O脚を主訴に整形外科を初診したくる病症例
の検討

○
よ こ い ひろみち

横井 広道
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 小児整形外科

【はじめに】O脚を主訴に整形外科を初診した小児患者で，くる病症例を
経験したので報告する．【症例】平成 18～24 年の間にO脚を主訴として整
形外科を初診し、くる病と診断された症例は 5例であった．くる病の内訳
はビタミンD欠乏性くる病 2例，低リン血性くる病は 3例であった．症例
の初診時平均年齢は 2歳 3ヶ月（1歳 4ヶ月～3歳 3ヶ月），男児 2例女児
3例であった．初診時の単純X線像において全例で，くる病に特徴的な大
腿骨骨幹端の cupping 像，flaring 像を認め，くる病を疑って内分泌学的検
査を行い，確定診断に至った．薬物治療により 3例では継時的にO脚の改
善傾向を認めた．手術療法や装具療法を行った症例はなかった．【考察】
近年ビタミンD欠乏性くる病の報告が散見されるようになっている．母
乳栄養の推奨，アレルギー疾患における食事制限，紫外線への不安による
日光照射不足などが原因といわれており，これらの事項について，初診時
の問診は重要である．そして，くる病の診断においてはその特徴的な単純
X線所見を知っておく必要がある．またビタミンD欠乏性か抵抗性かの
診断には血中 25（OH）Dの値が診断のポイントとなる．成人では 9ng�ml
程度までは正常値とされているが，乳幼児では 20ng�ml 未満はビタミン
D欠乏性くる病の可能性が高いといわれており，診断に際して注意が必
用である．
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P2-48-2 小児肘内障の超音波画像診断

○
よ こ い ひろみち

横井 広道
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 小児整形外科

【はじめに】肘内障は小児の四肢骨関節外傷のなかで最も頻度の高い外傷
である。年齢は 2歳前後に多く、乳幼児から 7・8歳児まで認められる。
その病態は橈骨輪状靭帯が橈骨頭から脱転して腕頭関節内に陥頓して生
じるものである。これまで肘内障の診断に際しては有用な補助診断法が
なく、整復操作で整復感が触知され、症状が改善して初めて本症と診断さ
れるという治療的診断がなされてきた。近年、高解像度の超音波診断装置
を用いた肘内障の画像診断が報告されるようになってきた。当院での超
音波診断装置による小児肘内障の診断について報告する。【対象】平成 25
年 5 月以降に演者自身が直接診察して超音波画像診断を行った肘内障の
症例は 40 例であった。いずれも整復操作でクリックを触知し、症状の改
善を確認できた症例である。画像所見では肘伸展位での前方走査により、
回外筋が輪状靭帯と共に腕橈関節内に引き込まれるという肘内障に特徴
的な所見を全例で認めた。また整復後の回外筋位置の正常化を確認でき
た。【考察】肘内障は上肢を牽引されて生じるのが典型的な受傷機転であ
るが、手をついた、捻じったなどの非典型的な受傷機転が約 4割の患者で
みられる。非典型的な受傷機転の場合には、肘内障そのものの診断および
骨折等に伴う関節血腫の有無を診断する上で、超音波診断は特に有用と
思われる。

P2-48-3 上腕骨近位端骨折における順行性髄内釘の手
術成績

○
ま え だ さとし

前田 智
NHO 熊本医療センター 整形外科

【目的】上腕骨近位端骨折に対して順行性髄内釘であるVERSANAIL
proximal humeral（V�nail）を使用して骨接合術を施行した症例について
その治療成績を検討した。【対象と方法】2010 年 8 月以降にV�nail を用い
て加療した上腕骨近位端骨折 54 例を対象とした。症例の内訳は、男性 12
例、女性 42 例、受傷時平均年齢は 71 歳（22～92 歳）であった。骨折型は
Neer 分類で 2�part 外科頚骨折 45 例、3�part 骨折 8 例、head�splitting
骨折 1例で、3�part 骨折症例の中に肩関節前方脱臼を伴うものが 2例含
まれていた。3か月以上経過観察し得た症例で、主にそのX線学的評価と
合併症について検討した。【結果】近位骨片の cutout に至った 1例以外は
骨癒合が得られた。もう 1例の近位骨片 cutout 症例については、33 度内
反転位した状態で骨癒合に至った。近位横止めスクリューのバックアウ
トが 2例あり、1例は手術による再挿入を行った。近位横止めスクリュー
が肩峰と impingement を生じていたものが 1例あった。腋窩神経麻痺の
症例は認めなかった。【結論】VERSANAIL proximal humeral は独自の横
止め screw locking 機構を有し、骨質が良く、結節部骨片の粉砕が少ない
症例においては、良好な固定性を得られるものと考える。粗鬆骨例や結節
部骨片の粉砕が高度でネイルの近位端や近位横止めスクリューでの十分
な固定性が得られない症例については近位骨片の内反転位や cutout を
防止するため strongsuture 縫合糸の併用等、工夫が必要である。エンド
キャップキャップ長の選択肢があれば、髄内釘そのものでの骨頭骨片固
定性改善につながるものと思われる。

P2-48-4 当院における大腿骨近位部骨折患者の調査

○
こばやし ひろかず

小林 博一、礒部 研一、高沢 彰、若林 真司
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 整形外科

大腿骨近位部骨折に対しての治療としては、早期離床のため手術が行わ
れる．高齢化社会の現在、手術や後療法に時間を要する場合も多い．しか
し、病院側の傾向として早期退院による在院日数の減少を求められる．目
的：当院で入院加療した大腿骨近位部骨折症例を調査し、その特徴から
自宅退院のためにはどのような問題点や改善点を検討することである．
対象および方法：対象は、当院へ大腿骨近位部骨折で入院し治療した 120
例である．方法は、手術治療を行った症例（手術群）と保存療法を行った
症例（非手術群）の 2群にわけ、大腿骨近位部骨折症例の病歴を診療録よ
り retrospective に調査した．調査項目は、年齢、性別、患側、受傷原因、
受傷場所、合併症の有無、骨折型、家族構成、入院前後の歩行能力、入院
期間、退院先、ソーシャルワーカー（MSW）介入の有無および経過観察
期間とした．なお、統計学的検討には、χ2検定とMann�Whitney の U
検定を行い、危険率 5％未満を有意差ありとした．結果：年齢は非手術群
で優位に高かった．合併症を有する症例は、非手術群が優位に多く、骨折
型および家族構成では、両群間で有意差は認めなかった．歩行能力は、受
傷前には両群とも歩行可能であったが、最終診察時に歩行不可の症例は、
非手術群が優位に多かった．退院先は両群とも約半数が自宅退院してお
り、MSWの介入は、非手術群に有意に多かった．考察：大腿骨近位部骨
折患者は、高齢で既存合併症を有していることが多く、手術に至らない症
例もあった．早期退院を目指すには、親族の介護などの協力や早期からの
MSWの介入による環境調整が重要であると思われた．

P2-48-5 ビスフォスフォネート製剤長期内服症例にお
ける非定型大腿骨骨折の2例

○
よ う だ ゆうへい

養田 裕平、竹島 憲一郎、金子 陽介、河野 友祐、飯塚 慎吾、
森澤 妥、吉田 篤

NHO 埼玉病院 整形外科

【目的】ビスフォスフォネート製剤（以下BP製剤）は骨吸収抑制作用が
あり、骨粗鬆症の治療や予防に広く使用されている。近年、長期にわたり
BP製剤を内服した症例で大腿骨転子下から骨幹部にかけてのいわゆる
「非定型大腿骨骨折」をきたすとの報告が散見される。今回、2例を経験し
たので報告する。【症例 1】46 歳女性。重症筋無力症に対しステロイド内
服中。5年以上にわたりリセドロン酸Na水和物を内服していた。3か月前
から荷重時の左下肢痛を自覚したが経過観察していた。その後、左下肢痛
が増悪し歩行困難となった。左大腿骨骨幹部骨折と診断され、当科入院と
なり、骨接合術を施行した。術後 2週より部分荷重、術後 5週で全荷重歩
行とした。現在歩行時の疼痛もなく経過しており、杖なしで歩行可能であ
る。【症例 2】88 歳女性。長期のアレンドロン酸Na水和物内服歴があった。
1週間前に転倒し、近医では骨折と診断されなかった。痛みは持続し、当
科にて左大腿骨転子下骨折と診断され、入院となった。骨接合術を施行
し、術後 2週で部分荷重、術後 5週で全荷重歩行とした。現在歩行時の疼
痛もなく経過しており、杖なしで歩行可能である。【考察】骨折予防は
QOLを維持・改善させるばかりでなく、死亡率をも減少させるとの報告
もあり、骨粗鬆症に対するBP製剤の有用性は高い。一方、その使用期間
の検討や一定期間使用後の他剤への変更も考慮する必要があると考えら
れる。
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P2-48-6 股関節人工関節（骨頭）置換術における大腿骨
ステム周辺骨折

○
ま え だ さとし

前田 智、松下 任彦
NHO 熊本医療センター 整形外科

【目的】股関節における人工関節置換術および人工骨頭置換術後の大腿骨
ステム周辺骨折に関し、発生までの期間と発生頻度をセメントステムと
セメントレスステムで比較検討した。【対象と方法】ステム周囲骨折発生
までの期間は、2007 年 6 月から 2014 年 2 月までに治療を行った同骨折
27 例（男性 12 例、女性 15 例（38 歳～98 歳、平均 72 歳））、発症頻度につ
いては、2007 年 4 月から 2014 年 3 月までに手術を施行した 960 例を対象
とした。結果の統計学的解析には χ2検定、Mann�Whitney 検定を用い、
それぞれ p＜0.05 を有意差ありとした。【結果】骨折発生までの期間は、セ
メントステム使用群が平均 7年 9か月、セメントレスステム使用群が平
均 5年 2か月であった。発生頻度は、セメントステム使用群が 1.1％、セ
メントレスステム使用群が 1.9％であった。【結論】セメントレスステムで
は術後早期での骨折が多く、発生頻度も高い傾向にあった。本骨折の間接
的な原因には、ステム周囲の皮質骨に及ぼしている応力も考えられ、症例
に応じた使用機種の使い分けが望ましい。

P2-49-1 ボランティアを活用した療育活動の展開

○
す ど う こうだい

須藤 功大、松田 真里子、高橋 真由美、松田 知美、
大類 由紀子、井上 ゆめ子、小島 直美、三浦 宗隆、高濱 秀俊

NHO 米沢病院 療育指導室

【はじめに】
障害者総合支援法施行に伴い、国立病院機構が担う療養介護サービスの
基本的方向性として入院児（者）の日中活動の充実が挙げられている。社
会資源の一つとして、ボランティア受け入れの見直しを図るとともに入
院児（者）のQOL向上へつながる取り組みを考えた。
【目的】
ボランティア導入による療育活動の展開と環境の充実を図り、入院児
（者）のQOL向上につなげる。
【方法】
1．社会福祉協議会や地域交流の場で働きかけ、定期的なボランティアを
受け入れる。
2．療育活動ボランティアの充実を図り、QOL向上につながる療育展開を
行う。
3．入院児（者）、御家族、職員にアンケートを実施する。
【結果】
1．平成 24 年度のボランティア受け入れ件数は 7団体延べ 92 名で、平成
25 年度は 41 団体延べ 200 名に増え、定期的にボランティアを受け入れる
ことができた。
2．行事における入院児（者）の移動支援や、病院全体の祭りでローカル
テレビご当地キャラクターとタイアップ、日々の療育活動では園芸活動
や書道活動、新たにダンス活動の実施や、縫製ボランティアの導入を行っ
た。
3．アンケート集計から、ボランティアを通した活動が良かったとの声が
8割を占めた。
【まとめ】
ボランティアの受け入れによって、職員以外の方と触れ合う良い機会と
なり、入院児（者）の生活が様々な形で充実したことを実感した。しかし、
1年目ということもあり他職種職員と連携を図る上で周知が不十分な点
もみられ、今後はより理解を深めるよう院内での周知徹底を図りながら
入院児（者）の日中活動の充実やQOL向上に努めていきたい。

P2-49-2 「選ぶ楽しみ」を大切にした昼食会の継続に向
けて～関係職種との連携から～

○
こ じ ま な お み

小島 直美1,2,3、井上 ゆめ子1、三浦 宗隆1、松田 真里子1、
高橋 真由美1、須藤 功大1、松田 知美1、大類 由紀子1、
高濱 秀俊1、山本 勇幸2、鈴木 美知代3、小関 裕子3、渥美 妙子3

NHO 米沢病院 療育指導室1、NHO 米沢病院 栄養管理室2、
NHO 米沢病院 看護課3

【はじめに】
当院の療養介護病棟では平成 9年度より食事を楽しむ行事（以下、「昼食
会」）を年 1回バイキング形式で開催し入院児（者）・家族から好評を得て
いた。しかし入院児（者）の食形態の変化や調理職員の減少により、平成
24 年度は配膳形式（デザートのみ選択）で実施したところ、入院児（者）・
家族より以前の形式を希望する声が多数聞かれた。日頃の食事では味わ
えない選ぶ楽しみを大切にした昼食会を継続するため、関係職種と連携
し実施に向け取り組んだので報告する。
【目的】
関係職種と連携を図り、入院児（者）・家族が希望する選択を楽しむ昼食
会を実施する。
【方法】
1．栄養管理室・病棟師長・療育指導室で話し合い、実施方法を検討する。
2．病棟職員を交えた実行委員会を開催し、担当職員の共通理解を図る。
3．昼食会終了後、職員の反省会、入院児（者）・家族へのアンケートから
評価を行う。
【結果】
1．栄養管理室職員が調理と運搬配膳の両方を担うことの難しさが分か
り、運搬配膳を病棟・療育指導室職員も行えるよう人員配置を行った。
2．当日担当する病棟職員が実行委員会に出席できるよう病棟師長の協力
を得た。役割分担・タイムスケジュール等を決定・確認することで、共通
理解が図られた。
3．反省会では良好な意見が多かった。一方、初めての試みで連携不足の
点もあった。アンケートでは、回答者全員が昨年と比べて内容が良かった
と感じ、今後も選択形式の昼食会を希望していることが分かった。
【まとめ】
関係職種が連携し問題点を解決することで、前年度より入院児（者）・家
族が選択し楽しめる内容の充実した昼食会を提供することができた。今
後も関係職種で連携し合い継続していきたい。

P2-49-3 重症心身障害児（者）病棟に新しく配属された
看護師の療育活動に対する思い

○
か し ま ゆ か り

鹿島 由香里、下村 真澄、中島 直美、上ノ町 つた子、
森元 くみ子、松元 恭子

NHO 南九州病院 看護部

【研究目的】重症心身障害児（者）病棟に新しく配属された看護師の療育
活動に対する思いを明らかにする。用語の定義新しく配属された看護
師：新人看護師と他病棟・施設から平成 25 年 4 月以降に配属された看
護師【研究方法】対象：新しく配属された看護師 6名データ収集方法：イ
ンタビューガイドを作成し半構成的面接法を用いて 1対 1でインタ
ビューを行った。内容は録音し逐語録におこした。分析方法：逐語録から
思いを抽出し、比較分類しながらサブカテゴリーを作成、抽象化したもの
をカテゴリーとした。【結果】対象者の看護師経験年数は 6ヶ月～6年 6ヶ
月、面接に要した時間は平均 12 分であった。療育活動に対する思いとし
て、「未体験に対する動揺」「実践から生じる具体的関わりへの不安」「経験
を重ねるごとに感じる自信」「他スタッフへの要望」「他スタッフへの気遣
い」「今後への意欲」の 6のカテゴリーと 11 のサブカテゴリーが抽出され
た。【考察】新しく配属された看護師は「未体験に対する動揺」があり、
「実践から生じる具体的関わりへの不安」を感じやすい。不安を克服し
「経験を重ねるごとに感じる自信」となるには、「他スタッフの要望」であ
る新しく配属された看護師と他スタッフが共に療育活動に参加する体制
を作ることが必要である。自信がつくことで、「今後への意欲」へつなが
り、「他スタッフへの気遣い」で聞かれた他スタッフから声かけを行うこ
とで安心感が得られ、「経験を重ねるごとに感じる自信」となると考える。
【結論】新しく配属された看護師は、療育活動に参加するために他スタッ
フの協力体制があることで、自信がつき、安心感を得ることができる。
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P2-49-4 西日のあたる廊下をアートな空間に変えQOL
の向上をはかる

○
ま つ だ と も み

松田 知美、松田 真里子、高橋 真由美、須藤 功大、
大類 由紀子、井上 ゆめ子、小島 直美、三浦 宗隆、高濱 秀俊

NHO 米沢病院 療育指導室

【はじめに】
入院児（者）が移動する廊下は西日に位置し、体感的、視覚的に強く感じ
られる。そこで西日対策として、緑のカーテンやそれらを活用した療育活
動の展開を考えた。
【目的】
西日の強い廊下を心地良いアートな空間に変える。
【方法】
1．緑のカーテンで遮光・遮熱を図り、外気温と西日の差を計測する。
2．病院敷地内の収穫物で、制作活動や装飾などを行う。
3．入院児（者）、御家族、職員にアンケートを実施する。
【結果】
1．猛暑の影響で苗がうまく育たず、西日を遮光できなかった。
2．収穫物を利用し、写し絵、暑中・寒中見舞い、お盆用飾り、ステンド
カラータックを用いた窓装飾、落葉のラミネート、その他活動を行った。
又、関係機関にも葉書を送付した。
3．アンケート結果では、西日の緩和されたかについて 41％、家族への葉
書作成・送付について 94％、アートな空間の装飾については 99％の方が
良かったと答えた。
【考察】
今回の緑のカーテンは、西日を遮ることは出来なかったが、廊下の壁や窓
の装飾により視覚的、体感的に楽しく、心地良く廊下を通れたという声が
多く聞かれた。育ててきた植物の観察や収穫活動、散歩時での草花の採集
にて、季節の移り変わりを感じながら活動することができた。又、葉書の
作品を送付したことで家族の絆も深まり、関連機関に関しては地域社会
と繋がりも図ることができた。今後も、入院児（者）の日中活動の充実及
び更なる活動の展開が図れるよう検討・実施していきたい。

P2-49-5 中央廊下に作品展示をする取り組み―笑顔を
いっぱいにしよう！―

○
に し の

西野 さとみ1、丸澤 由美子1、鹿島 なぎさ1、村田 博昭2、
横山 尚子1

NHO 三重病院 療育指導室1、NHO 三重病院 小児科2

【はじめに】重症心身障害児（者）の療育活動の一つとして、患者の療養
生活に季節感をもたらし、自分の作った作品を他の人たちに見てもらう
喜びを感じ、自らも作品を見に行き（離床）楽しむことを目的に制作活動
を行った。病院玄関から当病棟までの廊下に患者の作品を展示し、病棟の
患者に親しんでもらえるよう「やまばとギャラリー」と名づけた。今回の
取り組みによって、患者自身が楽しむだけではなく、患者家族から療育活
動に関心を寄せる意見を多数聞くことができ、また、他病棟の患者に声を
かけてもらう等、重症心身障害児（者）病棟への関心を持ってもらう機会
を得られたので報告する。【方法】平成 24 年 2 月よりギャラリーを開始し
た。展示作品のテーマを毎月決めて日々の療育の中で作品制作・展示を
行い、定期的にギャラリー見学に行った。【結果とまとめ】季節や天候に
左右されず作品を見に行くことができた。また、離床の機会も増えた。
ギャラリーで他病棟の人に「私はリハビリでここ（中央廊下）を歩くのだ
けど、どれも素敵でリハビリの励みになる。友人にも「見においで！」と
話している」と声をかけられたり、作品の賞賛を得られたりする等、患者
の喜びへとつながった。患者家族から「病棟に行くまでの楽しみになっ
た」「わが子らしい作品だ」とギャラリーの話題がたびたび聞かれ、療育活
動への関心が高まった。病院スタッフからは「かわいい」「廊下の雰囲気が
明るくなった」との感想があり、患者と家族、スタッフの交流も深まった。
今回の活動は、重度の障害を持つ患者の代弁者として作品を通して様々
な思いをアプローチする一つの方法になったと考える。

P2-49-6 重症心身障害者に対する行動療法を用いた取
り組みの一事例

○
むらまつ じゅんこ

村松 順子1、葛西 亜紀1、村山 万理子1、鈴木 みえ1、
山内 慎吾1、棚橋 保2、酒井 素子3、久留 聡3、小長谷 正明3

NHO 鈴鹿病院 療育指導室1、NHO 鈴鹿病院 内科2、
NHO 鈴鹿病院 神経内科3

【はじめに】
当病棟では、超・準超重症児（者）と一緒にいわゆる動く重症児（者）が
生活しており、行動制限による環境調整で問題行動を予防している現状
がある。そこで、問題行動の軽減を目指して、専門的治療として行動療法
を用いた取り組みを行ったので報告する。
【対象】
20 歳代男性、脳性麻痺・最重度知的障害（DQ8）・てんかん、大島分類 5、
強度行動障害スコア 21、医療度判定スコア 28。食後にバスタオルを取り
に行こうと勝手に動き出し、帰室介助に抵抗を示すことが問題となって
いる。
【方法】
食後スムーズに部屋に戻れることを目標に、絵カードでの行動の視覚的
提示、強化子としてのシール貼り、環境調整等の行動療法の手法を用いて
関わりを行った。期間は介入前 2週間、介入 1期から 3期各 4週間、介入
後 2週間。各期間における問題行動の出現数、行動の変化等について検討
した。
【結果および考察】
介入 1期から 3期にかけて、取り組み状況を評価しながら、絵カード提示
方法の変更等を行った。問題行動の出現数は、介入前 46％、介入 1期
41％、2期 35％、3期 50％、介入後 40％であった。チェック表の記録で
は、食事中や食後すぐに動き出すことは減少していた。スタッフが帰室の
声かけをすると抵抗を示すことは介入期間中や介入後もあり、強化子の
理解は乏しいと考えられた。
【まとめ】
問題行動が出現するタイミングでの直接的な関わりにより、最重度の知
的障害を持ついわゆる動く重症児（者）でも、行動療法的な関わりの効果
を得ることができた。今後は、問題行動場面以外で 1対 1でのコミュニ
ケーション指導等を行い、より適切な方法で自分の思いが伝えられるよ
う支援していく必要があると考える。

P2-49-7 強度行動障害を伴う動く重症心身障害者に対
しての行動療法の取り組み

○
し ん ぼ よ う こ

新保 洋子1、大嶋 崇文2、横尾 光治1、滝澤 由美子1、
川上 笑佳1、高山 梨枝1、武田 さゆり3、松下 亮4

NHO さいがた医療センター 療育指導室1、
NHO さいがた医療センター 診療部長2、
NHO さいがた医療センター 看護部3、
NHO さいがた医療センター 心理療法室4

【はじめに】危険な引っ張り行動のある動く重症心身障害者に対して、
（ABC分析を行い）要求ではなく注意獲得行動ではないかと仮説を立て、
行動療法を実施した。不適切な行動に対して適切な行動への変容を試み
たので報告する。【事例報告】○対象者：ABC－Jスコア 55 点・強度行動
障害スコア 24 点・言語理解 1歳 2ヶ月～1歳 4ヶ月移動は、四つ這い移
動、つかまり立ち歩行可・病名脳性麻痺、最重度精神遅滞、てんかんを持
つ 31 歳男性○方法：目標行動は、「服を引っ張らずに挨拶ができる」と設
定し、観察期間として介入前に引っ張る行動の回数を評価（10 日間）、介
入 1は手を合わせる等の「あいさつ」の定着（17 日間）、介入 2はつかむ、
引っ張る行動を「あいさつ」に変更させる（20 日間）、介入 3は食事の場
面のみ、つかむ、引っ張る行動を「手を膝」に変更させることを追加（46
日間）。介入レベル毎の引っ張る回数の平均を比較し、分散分析を行った。
また、介入前後での強度行動障害スコア、ABC－Jスコアの点数を比較し
た。○結果：引っ張る回数の平均値は、介入前 35.7 回、介入 1後は 13.9
回、介入 2後は 6.7 回、介入 3後は 10.0 回と平均値が減少した。分散分析
の結果、（F、Ρ＜0.1）有意差あり。ABC－Jスコアは、介入前 55 点、介
入後 13 点に減少した。強度行動障害スコアは、介入前 24 点、介入後 16
点に減少した。【方法】利用者の引っ張る行動は要求ではなく、注意獲得
行動だという仮説が実証されたと考える。この行動療法により、注意を引
きたいという行動を危険な引っ張り行動から、適切な行動（あいさつ）に
変えることができた。
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P2-50-1 強度行動障害のある患者様への取り組み―活
動終了の切り替えとして散歩を取り入れて―

○
さ と う も も こ

佐藤 桃子、中村 香代子、渡邉 憲子
NHO 花巻病院 療育指導室

【はじめに】A様は全盲により環境への不安感や苛立ちから自傷や他害行
為に至ることも多く、療育活動時は他患者様と空間を分け、見守り可能な
時間以外は自室での生活を余儀なくされている。療育活動後に自室へ誘
導する際、誘導に応じず他害行為にいたる場合もあり対応困難であった
事から“活動の切り替え”に着目し、自室誘導時に棟内散歩を取り入れた
ことによりA様に変化がみられたのでその経過を報告する。
【対象と方法】A様 女性 41 歳 診断名：精神発達遅滞、てんかん、全
盲 強度行動障害：36 点 実践期間：H25 年 2 月～26 年 3 月（月曜～金
曜の平日実施）実施日数：平均 15 日�月。昼食後、音楽鑑賞や好む玩具で
20 分程遊んだ後、療育活動の終了を伝える。その後、棟内を 1周散歩し自
室へ誘導する。自室へ戻ったら本人専用のラジカセで童謡等好みの音楽
を聴く。散歩前後や散歩時の様子を記録し状態の把握に努める。
【結果と考察】実践方法を統一し継続して関わることで、それまで遊んで
いた玩具を手渡すようになり、自ら立ち上がって保育士の手を引いたり
と徐々に意欲的な様子が見受けられるようになった。療育活動を終え、自
室へ戻ることに対してA様は「まだ遊んでいたい」等の思いから誘導に
応じず、自傷や他害行為という形で意思表示をしていたのだと思われる。
活動終了という形で打ち切らず、メリハリをつけ前向きな気分になれる
ように活動の延長として散歩を取り入れた事により、気分転換となりマ
ンツーマンの関わりで気持ちをクールダウンする事が出来た。更に散歩
中の職員とのふれ合いが楽しみの 1つとして満足感に繋がり、精神を安
定させ興奮を鎮める効果があったと思われる。

P2-50-2 未就学の重症心身障害児にわらべ歌を用いた
療育を行って

○
い と う ひ さ み

伊藤 寿珠1、石川 愛1、蒔田 千里1、村松 順子1、山内 慎吾1、
酒井 素子2、久留 聡2、小長谷 正明2

NHO 鈴鹿病院 療育指導室1、NHO 鈴鹿病院 神経内科2

【はじめに】
入院時に未就学であった 3名は、家族との分離不安や環境変化等の要因
により、快の感情表出が乏しい状態であった。そこで非言語コミュニケー
ションの一手段として音楽を用いることは有効だと考え、わらべ歌を用
いた個別療育を実施したところ、療育者との関係に変化が見られ、笑顔の
表出や対人期待反応を示すようになったので報告する。
【対象】
A : 3 歳女児、発達レベル 1－2ヶ月、寝たきりで気管切開。B : 4 歳男児、
発達レベル 3－4ヶ月、寝たきり。C : 4 歳男児、発達レベル 3－4ヶ月、寝
たきり。
【方法】
週に 1回 10 分程度、抱っこの姿勢でわらべ歌遊びを実施。活動プログラ
ムを作成、曲順等に継続性を持たせて、笑顔の有無、視線・顔の向き、発
声について観察を行った。活動期間を 5ヶ月ごとに前期、中期、後期に分
け、チェック表と記述記録をもとに検討を行った。
【結果および考察】
Aは、前期は落ち着きや笑顔が少なかったが、中期・後期になると療育者
と視線が合うことや笑顔の表出が増えた。Bは笑顔表出までの時間が
徐々に短くなり、後期では開始の声かけだけで笑顔が見られるように
なった。Cは、前期は体調不良等により笑顔が全く見られない日もあった
が、後期では笑顔がよく表出されるようになった。どの児も回数を重ねる
ごとに療育者との関わりに慣れ、安心感が芽生えたことで快の感情表出
に繋がったと考えられた。
【まとめ】
発達レベルに合わせたわらべ歌療育を継続して行ったことで、快の感情
表出だけでなく、療育者を意識したり活動を期待したりする様子が観察
されるようになった。今後も発達評価をもとに療育目標を設定し、個別に
関わっていくことが大切であると考える。

P2-50-3 超重症児保育の保育による反応の変化につい
て

○
こ だ ま めぐみ

児玉 恵
NHO 山口宇部医療センター 療育指導室

超重症児保育を実践する中で保育時以外と保育中の超重症児の反応の
変化があると感じていたが、今まで客観的に表示し示すことが出来てい
なかった。そのため、今回、反応の捉えにくい患者へのアプローチ法によ
るチェックシートをもとに、保育時以外をビデオにて撮影し、保育時との
反応の変化を見比べ、検討した。Y.Y児と Y.W児の二人を対象に、保育
時と保育時以外を比べると二人とも保育時の方がより覚醒しており、柔
和な表情がみられていることが分かった。また、保育時以外は、覚醒レベ
ルが低く、ほぼ眠っていることが分かった。重度の障害があり、知的や認
知機能の障害があっても人とのかかわりのを楽しみ、Y.Y児、Y.W児とも
に保育士との遊びで変化を感じていることが出来ていた。超重症児への
保育をすることが、超重症児との関りによる変化が明らかになったため、
今後、どのような遊びがより反応を引き出せるについて検討し、超重症児
への保育の重要性について深め検討していきたい。

P2-50-4 呼吸器装着重症児者におけるチーム療育の実
践

○
にのみや しゅうこ

二宮 周子、君野 淳子、前田 勝也、赤星 進二郎
NHO 鳥取医療センター 療育指導室

【はじめに】重症心身障害病棟 3病棟では平成 25 年度 4月時点で 44 名が
入所しており、その内呼吸器装着重症児者は 11 名であった。これらの利
用者に対し行う療育はベッドサイドが中心であり、家族から、ベッド離床
や外気浴などの希望があがった。そこで、昨年度より呼吸器装着重症児者
に対して、病室から離れた場所での療育、交流の場の設定を目的に、チー
ム療育【利用者に関わる全ての職種との連携による療育】で、病棟療育を
実践したので、この結果について報告する。【方法】対象者は病棟全員と
し、週 3回 45 分の時間枠で 1回 9名を対象に行った。その内、呼吸器装
着重症児者は 1名から 3名であった。主となる計画・実践は療育指導室
が担い、デイルームを中心に感覚遊びや外気浴を行った。医療職はその日
の利用者に合わせ、安全に療育活動を楽しめるためのケアやポジショニ
ングを行った。また、定期的に話合いを設けアイディアや課題を挙げるな
ど情報交換を行った。【結果・考察】全体の 1人当たりの年間平均参加回
数が 27.8 回に対し、呼吸器装着重症児者は 23.2 回であった。これは、体
調不良により参加できないことが主な原因であり、その枠に他の利用者
が参加したことによる結果であると考えられる。家族からは、外に出られ
る機会ができたことや、皆で楽しめる場所に一緒に参加できたことによ
る満足感が得られた。【まとめ】今後は、今年度と同様な参加率を定着さ
せ、療育内容をより個々の発達に合わせて実施していきたい。その為に
も、利用者一人ひとりの反応を見落とすことなくしっかりと観察し、家族
も含め、関係職種で連携をとり、個々の能力を最大限に活かしていくこと
が重要と考える。
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P2-50-5 生活の幅を広げ、集団生活を楽しむために～光
刺激に対する発作がある Α児へ～

○
り ん の

林野 このみ1、坂本 恵1、片桐 有佳1、中村 幸介2、内田 則彦2

NHO 甲府病院 療育指導室1、NHO 甲府病院 小児科2

【はじめに】当院、通所支援事業を利用中の Α子さんは、難治性てんかん
（ドラベ症候群）の疾患を持ち、光刺激や興奮状態、筋肉を使う時など発
作の要因が多い上に大きい発作が起きた場合、呼吸困難・重篤な状態と
なり、入院する可能性が高い。Α子さんは、電気や太陽の光を遮るために
サングラスを常時着用しているが、本人が拒否する場合は外してしまう。
その際に必要とされるのが暗い環境である。ご家族が施設・事業所の利
用も考え、足を運んだが環境設定や人の配置が困難な為、受け入れ先が当
院のみとなっている。Α子さんの受け入れに関しては、消灯での環境設定
や一対一の観察体制が必要なため、当院でもほかの利用者の状況に合わ
せて月に 2回程度の受け入れとなっている。【研究対象】症例：女児 3
歳 8ヶ月。診断：難治性てんかん（ドラベ症候群）。知的レベル：発語、
2音節の発音可能・表情あり・ブロック積み上げ可能・「ちょうだい」に
応じて、物をわたすことが可能。身体レベル：つかまり立ち・ハイハイ・
座位可能。【研究目的】当児が毎週 1回通えるように、物的環境設定、職
員体制の整備に取り組む。【研究方法】1．電気、光に留意し、暗い空間を
活かした療育活動の提供をするなど他利用者に影響のない環境設定を検
討する。2．Α子さんのリズムに合わせ、行動に付き添えるよう業務形態
を検討する。3．チェックシートを用い、Α子さんや他利用者の様子を観
察し、変化に着目する。4．ご家族に Α子さんの様子・状況を聞き、職員
間で情報を共有・把握する。【期間】平成 26 年 4 月～（準備期間も含む）
【文献】SME QandA乳児重症ミオクロニーてんかん（社）日本てんかん
協会東京都支部

P2-50-6 重症心身障害者への快を引き出す関わり

○
とくなが たけふみ

徳永 武文、橋本 恵津子、橋本 由美子、木下 日出美
NHO 長崎病院 みどり2病棟

【はじめに】療養介助専門員として重症児者に関わるときに、一人ひとり
に何が必要かを考え、快の表情、言動を引き出し、QOLの向上につなが
ることを期待し取り組んでいる。N氏は活動要求として「塗り絵をした
い」、「色んな季節を知りたい」等のニーズを持っている。そのニーズを充
足するために介護計画を立案し、他職種と協働して療育活動等を支援し
たので報告する。【対象】N氏 43 歳女性 入所歴 40 年 大島分類 6 診
断名：脳性麻痺車いすでの移動 つかまり立ち 見守り生活でコミュニ
ケーションは可能倫理的配慮：院内の倫理委員会にて承認を得た。【方
法】1．設定療育として、余暇活動、年間を通して季節にあわせた体験、
塗り絵・貼り絵などの創作活動、リラクゼーション等により、五感へ働き
かけられるような支援をする。本人の意思を尊重し、一ヶ月ごとに実施す
る日を設定する。完成した作品を半年に一回程度、展示する。2．個別療
育として、理学・作業療法士以外の職種でも行える体操表に沿った運動、
マッサージ等を実施する。【結果】N氏は不安感が強く自分から活動を行
う人物ではなかった。介護計画を実施していくうちに意欲的に取り組む
姿勢がみられ、不安の訴えも殆どなくなった。職員との触れ合いの時間を
多く持ち、会話を楽しみながら、笑顔が多くみられるようになった。運動
を継続したことで、股関節の緊張もとれ柔らかくなった。【考察】四季を
感じるような設定療育を通して、豊かな感情表現や意思表示が見え、毎日
の生活の豊かさにつながった。療養介助員専門員として、その人のニーズ
に合わせた生活の豊かさを常に考え、患者に合った療育活動を実施して
いくことが必要と考える。

P2-50-7 個別性のある療育支援体制への取り組み

○
おおさこ え み

大迫 絵美、大崎 恵実、古賀 聖子、中武 孝二
NHO 南九州病院 療育指導室

【はじめに】
障害者総合支援法は「基本的人権を享有するかけがえのない個人として
の尊厳」を基本理念としている。当院の重症心身障害病棟は傾斜配置によ
り異なる病棟背景のため、患者の状態に応じた療育体制が必要であり、病
棟毎に個別性のある療育支援体制の構築に向けて取り組んでいる。今回、
B病棟の療育支援体制の取り組みを 6つのカテゴリーに分類し、検討し
た。それぞれの観点から有効性と課題が明らかになったので報告する。
【目的】
療育支援体制を分析し、課題を明らかにする
【期間】
平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月
【方法】
療育活動枠・時間・患者メンバー構成・内容・スタッフ数・回数 6つの
カテゴリーの評価・分析、前年度との比較、他職種との療育検討会の実施
【結果】
活動枠・時間は業務調整を行い、1週間 11 コマから 20 コマ、3・5時間増
やした。メンバー構成・内容は個別支援プログラムの計画に沿った内容
の提供と人数調整が可能となった。スタッフ数は午前の療育に看護師が 2
名参加。午後も看護師参加が徐々に増えた。回数は療育参加回数ではH
24 年度とH25 年度で比較すると離床可能な方は 157 回から 175 回、離床
困難者は 29 回から 71 回、学童児は 25 回から 48 回となった。その他、療
育検討会を 3回実施した。
【考察・まとめ】
今回の取り組みにより、参加回数や時間が増え、より患者に応じた療育支
援の充実につながった。他職種と協働して療育を行う回数が増え、療育検
討会で意見交換することは同じ視点で療育を捉え、療育について考える
機会となった。今後は人的環境によって変動されにくい療育体制の構築
と療育支援者の資質向上も合わせて求められる。

P2-51-1 重症心身障がい者の排泄援助方法の変更―和
式トイレから洋式トイレへの移行の関わり―

○
ほり しんたろう

堀 慎太郎、棚岡 実理、久保田 愛、佐藤 聖子、佐藤 千春、
草間 綾子

NHO 新潟病院 重症心身障がい者病棟

【目的】長期間和式トイレを使用していた患者が洋式トイレで排泄できる
方法を検討する。
【対象】S氏、40 歳、男性、脳性麻痺・精神発達遅滞、入院年数 36 年
排泄：入院時より和式トイレで臥位姿勢で排泄、排便は週に 2回浣腸実
施
活動：自力で仰臥位より座位（正座）が可能、車椅子では胸・股ベルト使
用し座位保持・自走可能
【方法・経過】
平成 25 年 11 月 1）洋式トイレにかかる時の写真入りの手順を作成（洋
式トイレの掛け方・クッションの固定方法、声かけ）2）排泄時の観察項
目（患者の反応、排泄時間、排泄の有無、体の傾きの有無）。排泄する時
間は昼食後に設定 3）1）、2）をスタッフに提示・周知
12 月 9 日～12 月 15 日和式トイレ、12 月 16 日～1月 14 日洋式トイレで
排泄しデータを収集
1月 15 日～2月 9 日で実施結果を基に評価
【結果】洋式トイレに掛け始めて 4回は体が傾く、いきめない、臀部が便
坐からずれて姿勢が安定しないことから洋式トイレで排泄できず、和式
トイレに変更した。5回目から排泄時背部に挟んだクッションを傾きやす
い左脇に挟むことなど姿勢保持の工夫で、洋式トイレで排泄できるよう
になった。和式トイレで排便時は常に浣腸を使用していたが、洋式トイレ
では時折自然排便が見られるようになった。
【考察】自然排便が見られるようになったのは排泄姿勢が臥位から座位と
なり腹圧がかけやすくなったためである。また、長年培ってきた排泄スタ
イルを変更し緊張や不安が解消し慣れるまでには 4～5日間かかると考
える。
【結論】長期間和式トイレを使用していた患者の排泄スタイルを変更する
為には、患者の体型に合った安定した座位姿勢をとり、安心感を与える声
かけが重要である。
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P2-51-2 気管切開を行っている利用者の看護～蓄痰が
ある利用者へ前傾側臥位を取り入れて～

○
き ゃ ん

喜屋武 あゆみ、嘉陽 正人、島袋 美智代
NHO 琉球病院 看護部

今回の研究 2症例は、動く重症心身障害児（者）であったが、合併症をきっ
かけに、呼吸機能が低下し、気管切開が行われた。常に蓄痰があるため、
時々酸素飽和度の低下がみられ、酸素吸入療法を実施する事があった。そ
のため、効果的な排痰と呼吸管理が必要であると考えた。
目的
前傾側臥位による排痰法を導入することで、呼吸状態が改善するかその
効果を検証する
方法
事例研究、前傾側臥位実施前後 2ヶ月のバイタルサイン平均値と蓄痰部
位を比較し検討。
結果
前傾側臥位導入前後を比較すると、両者の酸素飽和度の値に大きな変化
は見られなかった。しかし、両者とも、導入前は 5日から 10 日程度酸素
吸入を実施することがあったが、導入後は、酸素飽和度の値が 90％以下
になることはなく酸素吸入に至ることはなかった。また、吸引時の咳嗽反
射や自己痰喀出が増え、蓄痰部位は、肺の背部下葉で多く確認されていた
が実施後は胸部上葉で聴取されるようになった。
考察
A氏は、痰喀出がほとんどなく、吸引時の咳嗽反射も弱い状態であった
が、導入後より痰を自力で喀出できるようになり咳嗽反射が力強くなっ
た。胸郭の圧迫が軽減されことで、胸郭の動きが促されて咳嗽反射が強く
なったと考えられる。B氏は体動が激しく同一体位を保つことが難し
かったが、リラックスできるポジショニングをとることで体動の軽減が
見られた。対象者 2名にとって前傾側臥位は日常的に必要な援助である
と言える。わずかながら酸素飽和度が改善され 38℃以上の発熱も見られ
なかったことから、前傾側臥位は日常的に継続していく必要があり有効
な援助であると考える。今後も日常生活援助に積極的に呼吸管理を取り
入れていきたい。

P2-51-3 腹臥位訓練と完全側臥位により過緊張の緩和
と排痰を促した長期臥床の重症心身障がい児
の事例

○
かわきた ふ み え

川北 史恵1、杉野 良子1、黒田 純香1、西尾 裕成1、村田 博昭2、
棚橋 保1、伊藤 博紹1

NHO 鈴鹿病院 重症心身障害児（者）病棟1、NHO 三重病院2

【はじめに】上気道分泌物の不顕性誤嚥による喀痰増加、過緊張から痙攣
発作を引き起こすことがあった患児に対し、安全を考慮し腹臥位訓練・
完全側臥位を実施することで、過緊張・呼吸状態改善が見られたので報
告する。【目的】排痰を促し、換気の改善と過緊張の緩和により、安楽な
日常生活が送れる。【対象】13 歳男児、低酸素性脳症後遺症、脳性麻痺、
精神遅滞発達、癲癇、慢性呼吸不全、気管切開。【期間】H24.1～現在継続
中【方法】気管カニューレ部にくぼみを作った腹臥位用クッションを作
成。腹臥位訓練を 1回 10～15 分間実施することから開始。順次回数を増
やし、介入から 1年 10 か月後より 3回�週の実施と終日完全側臥位を実
施。【結果】介入から 1年 10 か月後に不顕性誤嚥による肺炎を発症した
が、2か月後の胸部CTにて気管・気管支内に喀痰様の陰影を認めず。下
葉の含気性が若干良好となった。腹臥位訓練導入以前には、半年間で抗生
剤を 21 日間内服していた。しかし、3回�週の腹臥位訓練と終日完全側臥
位導入後は、半年間で内服した日は 9日間に減った。腹臥位訓練時には、
緊張緩和、換気の改善がみられた。【考察】腹臥位訓練により下肺の排痰
を促し、また完全側臥位導入で唾液等の口腔内分泌物の誤嚥を予防し、喀
痰減少につながったと考える。また、呼吸の安定により、過緊張や痙攣発
作が減少し、QOL向上につながったと考える。【結論】患児に合った体位
の工夫は、過緊張の緩和と換気の改善に有効である。

P2-51-4 体表面から測定した重症心身障害者の骨盤変
形に対する評価法に妥当性はあるのか？

○
て ら お た か し

寺尾 貴史1、古谷 育子1、川口 悟1、河島 猛1、上田 綾子1、
森下 亮1、藤原 真紀子1、藤岡 利幸1、平井 二郎2

NHO 兵庫青野原病院 リハビリテーション科1、NHO 兵庫青野原病院 外科2

【はじめに】第 49 回理学療法学術大会にて重症心身障害者（重症者）の骨
盤変形に対する評価法を発表した。この評価法は体表面から骨盤の長さ
を測りその値から骨盤の開き、幅、ねじれを算出し骨盤変形の数値化を行
うものである。今回この数値の妥当性を評価した。【方法】被険者は重症
者 11 名（男性 4名、女性 7名）。評価は産婦人科検査法の骨盤外計測を基
準とし骨盤の開き、幅、ねじれを規定。方法として体表面からの測定（体
表面群）はブライスキー骨盤計（アトムメディカル社製）を用いて算出。
またCT（TOSHIBA、Activion16）の画像を用いてワークステーション
（zioTerm2009）のMPR上で骨盤画像から距離を測定（MPR群）し算出。
CT画像は他の診断の為に撮影されたものを用いた。妥当性の評価として
「体表面群」と「MPR群」の計算値の一致性を検討。統計的処理（R2.8.1）
は各群の値に正規性を認める（p＞0.05）事から 2変数間の関係性を Pear-
son の積率相関係数を用いて検討。またMPR群から体表面群を推定する
回帰式を算出し回帰係数と切片の有意性を検定。【結果】骨盤の開き、幅
共に有意な高い相関（開き r＝0.809、p＝0.001、幅 r＝0.772、p＝0.001）を
認めた。骨盤の開き、幅共に有意な回帰式が得られた。開きY＝0.57125
X＋46.76146（Y：体表面、X : MPR）幅Y＝0.6586X＋4.7619（Y：体表面、
X : MPR）。回帰式による推定値の標準誤差は開き 6.997̊ 幅 1.088cm。ねじ
れの相関・回帰係数共に有意性は認められなかった。【考察】骨盤の開き、
幅共に体表面群からの値でも十分に客観的な数値として用いる事ができ
るが、ねじれには相関の有意性がみられず体表面からの測定では正確な
数値と言えないと示唆された。

P2-51-5 重症心身障害児（者）の自傷行為減少への取り
組み～音楽とタッチング・ふれあい体操を実
施して～

○
あきもと ひ ろ こ

秋本 浩子、辻野 三津枝、西村 玲子、小橋 智美、綿谷 洋子、
高津 信子

NHO 山口宇部医療センター 重症心身障害児（者）病棟

【はじめに】音楽やタッチングを取り入れ関わる事で、自傷行為が減少し
た患者がいた。しかし、看護師間で実施回数や手技に相違があり、明らか
な効果は立証できていなかった。今回、自傷行為のある患者 1名に対し、
「音楽」と「タッチング及びふれあい体操」を統一した方法で実施した結
果、効果を得られたので報告する【目的】音楽・タッチング・ふれあい体
操により、自傷行為回数を減少させる事ができる。【対象】A氏：40 歳代
男性・病名：脳性麻痺・聴力：声をかけると声の方向に顔を向ける・自
傷行為：頬を叩く、指を噛む【方法】第 1段階：音楽とタッチングを週 1
回 2週間、第 2段階：ふれあい体操を週 1回 2週間、第 3段階：ふれあい
体操を週 3回 3週間実施し、実施日と未実施日の自傷回数を比較した。実
施時間は 15 分とした。音楽は童謡・クラッシック・オルゴールから看護
師が選択し、タッチングは身体の末梢から行い、ふれあい体操は、手指、
手拳、前腕、上腕、足指、足底、下腿、大腿、腹部の順に音楽に合わせて
行った。【倫理的配慮】当院の倫理審査員会の承諾を得た。【結果】音楽と
タッチング・ふれあい体操の実施日は、頬を叩く回数が 0～61 回、指を噛
む回数は 0～21 回、未実施日は、頬を叩く回数が 0～171 回、指を噛む回
数が 3～69 回で、実施日の方が未実施日よりも自傷行為回数が減少した。
関わる回数を週 1回から週 3回に増やした事で自傷行為の減少に繋がっ
た。【結論】音楽やタッチング、ふれあい体操はA氏の自傷行為の減少に
つながる。
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P2-51-6 終末期癌の重症心身障害者との関わりを振り
返って～患者・家族の思いに答える看護～

○
と つ か り さ

戸塚 理佐、土屋 菜穂子、小池 由美、袴田 チサ
NHO 西群馬病院 重度心身障害児（者）病棟

【はじめに】今回、初めて重症心身障害者で終末期の食道癌患者を重症心
身障害児（者）病棟で受け入れた。自分の意思を伝えることのできない患
者に対し、どのような最期を望んでいるのかを理解することが難しかっ
たが、家族と積極的にコミュニケーションをとり、患者の方向性を決め、
望ましい最期を迎えるための援助を行うことができたのでここに報告す
る。【患者紹介】29 歳女性。食道癌による食道閉塞あり、胃瘻造設し経管
栄養行っていた。水様便が出ており、肛門周囲にびらんあり。処置中や車
椅子乗車時に苦痛表情が見られる。キーパーソンは母親で毎日面会あり。
【看護の経過】患者が自分の意思を伝えられないため家族と話し合い、患
者目標を苦痛が緩和し療育に参加できるとした。苦痛の原因は、癌性疼痛
と臀部のびらんが考えられた。癌性疼痛に対しては、前病棟で使用してい
た本人用の疼痛スケールを用いて観察を行った。また疼痛に対して母親
の不安が強かったため、母親が不在時の様子を疼痛スケール使用して説
明し、院内の緩和ケアチームに相談して関わった。臀部のびらんに対して
は、皮膚・排泄認定看護師に相談し、処置を母親と一緒に行うことで患者
の状況が把握できるようにした。またケア方法や実施時間を母親と一緒
に検討した。苦痛を緩和する援助を行ったことで、家族の希望であった療
育の参加と自宅への外出もでき、家族と一緒に過ごす時間が持てた。【ま
とめ】患者の表情が穏やかになり、母親も安心したのか表情が穏やかに
なっていった。そのことから家族と共に患者のケアにあたることで患
者・家族が安心できることを学び、最期を迎えるための援助ができた。

P2-51-7 重症心身障害児者病棟におけるチームリハビ
リテーション導入による離床活動の取り組み

○
みずぐち だいすけ

水口 大輔、野崎 心、上原 佑希子、溝部 康弘、井芹 慎哉、
長谷川 慧

NHO 鳥取医療センター リハビリテーション科

【はじめに】当院重症心身障害児者（以下、重心）病棟は新病棟移転に伴
い、入院生活の質の向上や安全管理等の改善を図るため、患者の生活は床
上からベッド上へと療養環境が変化した。その一方で、転倒転落予防の観
点から安全管理上、ベッド柵を使用する事で、活動性が低下してしまう事
が懸念された。そこで重心病棟にて活動性の維持・向上を目的として、
チームリハビリテーションを導入し、定期的な離床活動を行ってきたの
で以下に報告する。【実施方法】1．対象者 重心病棟に入所中の重症心身
障害児者 54 名 2．実施期間 2012 年 10 月～2013 年 9 月 3．実施内容
リハビリテーション（以下、リハ）科の重心担当理学療法士 6名により、
リハ科重心チームを編成。チームによる介入を導入し、車椅子座位訓練を
実施。車椅子座位保持が困難な患者については、ベッド上臥位での訓練を
行った。【経過および結果】2012 年 10 月から 2013 年 3 月までの期間、対
象者全名に対して、患者 1名あたり 1～2回�月の車椅子座位訓練を実施。
2013 年 4 月、病棟看護部に座位活動計画の検討と協力を依頼。同年同月よ
り、リハ科スタッフ 2名と病棟スタッフによる車椅子座位訓練を導入。対
象者全名において、2回�週の座位訓練が実施された。【考察】重心病棟に
おけるリハ科、看護部共同によるチームリハ導入は、新病棟移転後の患者
の離床頻度を高め、活動性の維持・向上の一助となるものと考える。ま
た、離床のための継続的な取り組みを通じて、他職種との情報共有が推進
され、リハビリ方針の共通認識が高まり、チーム医療連携の活性化にも繋
がったと考える。

P2-52-1 筋緊張がある重症心身障がい児に対して多動
運動が呼吸状態に及ぼす効果

○
か く だ た か し

角田 貴士、川嶋 知輝、中條 富美子、國渓 郁
NHO 福井病院 ひまわり病棟2階

（はじめに）重症心身障がい児は筋緊張により呼吸異常を合併することが
多い。筋緊張により頸部過伸展となり上気道の閉塞をきたし、身体の酸素
濃度が低下する患児に対し、SpO2 値が低下時に胸郭を広げる他動運動を
1回行っていた。しかし SpO2 値が回復するまでに 5分以上かかることも
あった。今回他動運動の回数を増やすことで SpO2 値が早期に回復し、患
児の呼吸状態が安定すると考えた。（目的）筋緊張がある患児に胸郭を広
げる他動運動を行うことで呼吸状態が改善する（対象）筋緊張時に除皮質
姿勢となり SpO2 値が低下する患児（方法）SpO2 値が 90％以下に低下し
た時に、胸郭を広げる他動運動を SpO2 値が 95％以上に回復するまで実
施。筋緊張状態、他動運動の回数と SpO2 値が回復するまでの時間を測定
し比較する。（結果）回数毎の SpO2 値回復時間の比較では、1回 28 秒、
2回 27 秒、3回 26 秒、4回 317 秒、10 回以上 315 秒であった。筋緊張が
強い時回数は 2.8 回、弱い時 3.2 回、強い時の回復時間の平均は 37 秒、弱
い時の平均は 193 秒であった。（考察）他動運動の回数毎の回復時間の比
較は、3回が 1番短く 4回以上は長かった。これは患児の無呼吸や痰の貯
留などの要因が関与しているためと考える。筋緊張の強い時が回復時間
も短く、運動回数も少なかった。貞森は「胸壁の筋緊張が緩み胸壁が拡大
した状態で継続することで少ない呼吸筋収縮力で有効な換気が行われ
る」と述べており、他動運動を行うことで呼吸筋の緊張が緩和、胸壁が拡
大し、SpO2 値が早く回復したと考える。（まとめ）筋緊張時の他動運動は
SpO2 値の回復に効果がある。他動運動の回数増加は、SpO2 値の回復時
間短縮に繋がらない。

P2-52-2 筋緊張の強い重症心身障害者に静的弛緩誘導
法を試みて

○
ま え だ たかひろ

前田 崇博、白木 慶枝、村田 千津余、伊藤 絢野、大森 葉子、
伊藤 千鶴子

NHO 豊橋医療センター 看護部 南病棟

当病棟では入院患者の 40％が脳性麻痺患者である。脳性麻痺患者の特徴
として筋緊張が挙げられ、関節拘縮等に繋がりオムツ交換や更衣等の日
常生活援助を困難にしている。今回、養護学校教諭を通して、静的弛緩誘
導法（以下、静的弛緩とする）を知り、静的弛緩を実施することで患者の
筋緊張緩和に繋がり、看護ケアをリラックスした状態で受けられるよう
になるのではないか。という仮説を立て実施したので報告する。【研究期
間】2012 年 12 月～2013 年 9 月【研究対象】A氏 39 歳 男性 脳性麻
痺患者 下肢の筋緊張が強く常に屈曲している状態である。【研究方法】
養護学校教諭から静的弛緩についての講義を受け、看護師間で手技を統
一。毎日 14 時から約 10 分間、静的弛緩を実施。週 1回、膝関節の角度を
測定した。全スタッフを対象に無記名で静的弛緩実施前後のアンケート
を実施した。【結果】静的弛緩を実施することでA氏の膝関節は伸展し、
その時間帯は腹式呼吸でリラックス出来た。実施するにつれ膝関節の角
度が拡大すると予測したが拡大はなかった。アンケートからは「足が開き
やすくなり、オムツを当てやすくなった」「車椅子に足を伸ばして座れる
ようになり、その時間も長くなった。」等の意見が出され、効果を実感し
ていた。【考察】仮説に対し膝関節角度測定の数値では明らかな筋緊張緩
和は証明出来なかったが、静的弛緩を実施することでA氏はリラックス
した状態で看護ケアを受けられるようになった。
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P2-52-3 重症心身障害児（者）病棟における姿勢ケアの
充実に向けた取り組み

○
きのした り え

木下 利恵、田村 順子、田中 美帆、徳田 しおり、南條 博子
NHO 福岡東医療センター 看護部

【はじめに】自らの姿勢をコントロールできない重症心身障害児（者）に
とって日常生活における姿勢ケアは重要である。患者の緊張緩和や変形
の進行の遅延を図り、安全・安楽に日常生活が過ごせるために平成 25
年より理学療法士・作業療法士・看護師・保育士で姿勢ケアチームを結
成し、姿勢ケアの充実に向けた取り組みを開始した。【目的】多職種で情
報を共有し、個々に応じたポジショニングを検討・実施することで、ス
タッフの姿勢ケアに対する理解・意識を深め、姿勢ケアの充実を図る【方
法】姿勢ケアグループを結成し、患者 1人 1人に対して新たに作成した姿
勢評価表を用い、姿勢ケアの現状評価・姿勢ケア計画を策定し、実施し
た。【結果・考察】姿勢ケア計画により、スケジュールシートに沿って全
スタッフが統一した適切な姿勢ケアを行なえるようになった。また、看護
師・療法士のそれぞれの視点から色々な場面に適した姿勢ケアを提案
し、姿勢の種類も 2倍以上増え、体位によって起っていた不随運動による
危険な行動がなくなった。また急激な SpO2 の低下などを防止できた。更
に根拠・効果の説明を受けることによりスタッフの理解が深まり、姿勢
ケアの充実を図ることができた。今回の取り組みによってスタッフの姿
勢に対する理解・意識が深まり、患者の日常生活において姿勢の幅が広
がり、安全・安楽に過ごせるようになったのではないかと考える。また
「姿勢ケア」という 1つの共通した目的に取り組むことでそれぞれの専門
性をだし、尊重することで多職種間の連携が図れるようになったのでは
ないかと考えられる。今後の課題として姿勢ケアの継続および患者の身
体的評価を定期的に行っていく必要がある。

P2-52-4 バランスボール運動による排便状況の変
化―胃ろう造設をしている重症心身障害児
（者）に取り組んで―

○
たかはし み す み

高橋 美純、原口 みどり、古賀 綾乃、山脇 久美子、
前田 康恵、高村 由紀子

NHO 南九州病院 看護部

【研究目的】胃ろうを造設している重症心身障害児（者）に対して、バラ
ンスボールを用いた運動（金魚運動）を行い、排便状況の変化について明
らかにする。【研究対象】排便促進のために坐薬、浣腸を使用している胃
ろうからの注入食患者 4名。【研究期間】平成 25 年 8 月～平成 25 年 11
月【研究方法】1．金魚運動マニュアル作成 2．マニュアルに沿って運動
実施 3．運動実施前後各 1ヶ月間、排便状況の調査（1）1日平均排便回
数（2）排便量（3）ブリストル排便スケールによる便性状の変化（4）胃
残量（5）体重の増減【結果】1日排便回数、排便量、胃残量は 3名減少し
た。体重は 3名がわずかだが増加した。性状に関して、A氏はやや柔らか
い便から普通便へ、B氏は水様便から泥状便へ移行した。C氏はやや柔ら
かい便から普通便、やや硬い便が見られた。D氏も水様便から泥状便へ移
行し【考察】3名は排便量、排便回数は減少した。しかし、体重の増加が
みられたこと、腸蠕動の指標とした胃残量も 3名は減少したことから消
化、吸収機能に何らかの影響を与えた可能性が考えられる。金魚運動だけ
では排便促進には至らなかったが、便性状の変化がみられたことから、今
後も継続していくことで排便への効果・影響について検証していきた
い。また金魚運動を行なうことによって、看護師が一人一人の児とコミュ
ニケーションを図る機会となり、生活にリズムをつけることができたの
で、今後も継続していきたい。【結論】経腸栄養を行なっている重症心身
障害児（者）4名に金魚運動を実施した結果、便性状の変化がみられた。
排便量、排便回数の減少と体重増加がみられた。

P2-52-5 重症心身障害児（者）における経胃瘻的空腸瘻
（PEG�J）ボタンの使用経験

○
まるはし け い こ

丸箸 圭子、山田 晋也、中村 奈美、脇坂 晃子、辻 隆範、
大野 一郎、関 秀俊

NHO 医王病院 小児科

【はじめに】重症心身障害児（者）は摂食嚥下機能が低下し胃瘻管理され
ている者も多い。その中には胃食道逆流（以下GER）や瘻孔周囲の皮膚
トラブルを起こし管理に苦渋している例もみられる。近年経胃瘻的空腸
瘻（PEG�J）ボタン（GBジェジュナルボタンⓇ）が発売され小児から成人
まで使用例が増えてきている。当院も現在 5例に使用しているためその
経過を報告する。【症例 1】大動脈縮窄複合術後で脳性麻痺の 2歳女児。
PEGにて管理するも注入後の喘鳴ひどく PEG�J ボタンに変更した。一旦
軽快するもGERが悪化し噴門形成術検討中である。【症例 2】脳内出血後
遺症の 11 歳男児。GER悪化したため 10 歳時に胃瘻造設、噴門形成術施
行された。術後 6ヵ月で再発し PEG�J ボタンに変更し症状落ち着いてい
る。【症例 3】超低出生体重児、仮死にて出生した 15 歳女児。GERに対し
増粘剤使用、PPI、体位調整などで対処していたが嘔吐、呼吸器感染、不
随意運動の増悪を認め噴門形成術も考慮しつつ PEG�J ボタンを試した
ところ症状が改善した。注入薬剤が多いためか閉塞しやすい。【症例 4】右
半身形成不全、てんかんの 33 歳男性。胃瘻漏れがひどく、瘻孔周囲の発
赤、びらんが悪化し PEG�J ボタンに変更したところ皮膚所見は著しく改
善した。【症例 5】Prader 症候群、子宮体癌の 36 歳女性。喘鳴、胃内残渣
が多いため IVH管理していた。PHモニタリングで中等度GER確認し、
PEG�J 管理としたところ胃内残渣が激減、IVHから離脱できた。【考察・
結語】PEG�J ボタンは手技の煩雑さ、注入速度の制限などの問題点はある
が重症児の栄養管理に有用な方法の一つである。

P2-52-6 側彎が強く、痰の喀出が多い重症心身障がい児
（者）に排痰を促す関わりを通して学んだこと

○
き く ち み ず ほ

菊地 瑞穂、古山 恵美子、小関 裕子
NHO 米沢病院 看護課

【はじめに】
強い側彎症があり痰の喀出が多く、垂直座位保持が困難である重症心身
障がい児（者）に車椅子乗車で半座位をとり、換気と排痰を促したことで
一日の酸素使用時間が減少し、SpO2 を 90％以上保つことができたので
その関わりについて報告する。
【患者紹介】
40 歳男性で脳性麻痺、強い側彎があり胃は心窩部付近に移動している。平
成 8年に気管切開を行った頃から呼吸器感染症を頻回に発症、0.5L�分で
酸素を使用し、酸素を中止すると 80％台に低下する日がほとんどだっ
た。
【方法】
1日 2～3 時間車椅子乗車し排痰を促す。同時に車椅子乗車中にラジオ体
操第一、第二を行う。
【結果】
車椅子乗車を「毎日」行ったことで排痰が効果的に促された。日中車椅子
に乗車し、排痰が十分に促された日は、夜間帯の痰の吹き出しが少なく、
一日の酸素使用時間も減少した。さらに、日中に排痰がスムーズに促され
た日は夜間の SpO2 の値の変動も少なかった。
【考察】
車椅子乗車を継続することで横隔膜は下降し臥床時よりも楽に呼吸がし
やすい体位となった。また、車椅子に乗ることで体の支持力が強化され、
さらに呼吸筋が鍛えられることにつながり自力排痰が促された。それら
のことが酸素の使用時間の減少にも繋がったのではないか。日中に排痰
がスムーズであると特に夜間帯の SpO2 の変動は少なく、酸素使用時間
の減少に繋がったのではないかと考える。
【結論】
日中車椅子に乗車し排痰を促したことで酸素使用時間が減少し、夜間の
SpO2 を 90％以上保つことが出来、安楽な呼吸に繋がった。
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P2-52-7 下肢循環障害のある重症心身障がい児（者）に
おけるバブ浴と湯浴との足浴効果の比較

○
しらさき あ や み

白崎 安矢実
NHO あわら病院 看護課

【目的】重症心身障がい児（者）（以下重症児（者）と略す）はポスチュア
リングが制限され、四肢の血流障害を伴い、下肢循環障害が多くみられ
る。そこで、安全かつ継続的に出来る方法として、人工炭酸泉温浴（以下
バブ浴と略す）に着目した。湯浴より下肢循環障害改善につながり保温効
果があるのではないかと考え検証した。【方法】1．期間：平成 25 年 9
月～12 月。2．対象：下肢循環障害のある脳性麻痺・ダウン症候群・知的
障害・髄膜炎後遺症で、足浴の協力が得られ、患者の家族（後見人）より
同意を得られた 12 名。3．方法：バブ浴、15L サイズの発砲スチロール製
容器にバブ 1錠（45g）と 40℃の湯 6L、湯浴、40℃の湯 6Lとした。室
温 24～26℃・湿度 50～60％の環境下で、15 時～16 時に 10 分間実施。測
定指標は体温・酸素飽和度・温冷感（PMV指標）を、足浴前・終了 10
分後・20 分後・30 分後・60 分後に測定。各データを一元配置分散分析。
4．倫理的配慮：あわら病院臨床研究審査委員会で承認（No.1304）され計
画実施した。【結果・考察】バブ浴と湯浴は共に 84 回実施した。体温・酸
素飽和度はバブ浴と湯浴共に足浴前より終了 10 分後・20 分後・30 分後
に上昇はみられ、バブ浴の方が高かった。一元配置分散分析では共に有意
差は認められなかった。温冷感（PMV指標）は、バブ浴と湯浴共にすべ
ての時間で上昇しておりバブ浴の方が高かった。一元配置分散分析では
共にすべての時間で有意差を認めたことから、バブ浴、湯浴共に保温効果
が期待できると考えられる。【結論】下肢循環障害のある重症心身障がい
児（者）において、バブ浴の方が湯浴より下肢循環改善につながり保温効
果が期待できるとは言いきれなかった。

P2-53-1 高度医療を受けた患者が在宅移行するまでの
事例を振り返り、在宅療養継続が困難であった
理由を分析する

○
よしおか ま み

吉岡 真実、小川 千里、桑原 ちひろ、本間 美里、
白井 小百合、木下 悟、小山 登美子

NHO 新潟病院 看護部

【目的】気管切開、NPPV、胃瘻栄養（以後、高度医療とする）を受けた患
者が在宅療養へ移行した（3日間）事例を振り返り、在宅療養継続が困難
であった理由を分析する。【方法】1）事例紹介：患者 21 歳男性。麻疹の
後遺症にて 10 歳頃より急激に疾病が進行し高度医療をうけ 24 時間介護
が必要な状況（主介護者は母親）。2）調査方法：看護記録・多職種カン
ファレンス記録、両親へ半構造的面接法によるインタビュー調査からKJ
法を用いて分析を行う。【結果】在宅療養継続が困難であった原因は、『母
親の精神的・肉体的苦痛が大きい』『在宅療養するにあたってのサポート
体制が整っていない』の 2つに分けることができた。【考察】介護を行う
母親にとり 24 時間介護を行うことが精神的苦痛となっていた。また、患
者が成長することにより移動等における介助が肉体的苦痛となってい
た。母親に介護が集中している現状と近隣に利用できるのは日帰りのサ
ポートセンターしかなく、母親 1人で車に患者を移動させる際に吸引を
代行してくれるサービスがないことから社会的なサポートを十分に得ら
れていないと両親が感じていた。そのため、患者だけでなく在宅療養を支
える家族の精神的なケアを重視した退院支援を進めていく必要があっ
た。【結論】母親のみが主介護者となる場合で高度医療を受けた患者の在
宅移行においては、患者本人だけでなく在宅療養を支える家族状況を把
握し、精神的ケアと社会的なサポートを早くから整えることが重要であ
る。

P2-53-2 2013年度障害者総合支援法施行に関する調
査報告2―短期入所と通所支援―

○
おぎもと み わ こ

荻本 みわ子1,2,3,4,5、蛭田 仁美2、稲澤 淳一2、今井 雅由3、
宮野前 健4、中川 義信5

NHO 西別府病院 療育指導室1、NHO 千葉東病院2、
国立精神・神経医療研究センター病院3、NHO 南京都病院4、
国立重症心身障害協議会 会長5

【目的】障害者総合支援法施行後の各施設の状況を把握し、問題の収集と
分析を行い、今後の病棟運営に寄与する資料を作成する。【方法】2013
年 11 月 1 日現在の年齢構成、超重症児スコア、強度行動障害スコア、人
工呼吸器、総合支援法関連、入退院状況、短期入所、通所支援等に関する
調査を実施し、集計分析と問題点の抽出を行う。【結果】全施設（回収率
100％）から回答を得た。本報告では通園事業から通所支援に制度化され
た後の状況把握が必要とのことから、新たに追加された短期入所と通所
支援に関して報告を行う。短期入所については、64 施設（86.49％）から
回答があった。受け入れは「重障病棟のみ」49 施設（76.56％）、「重障・
一般病棟併用」14 施設（21.88％）、「重障病棟以外」1施設（1.56％）であっ
た。年間延べ利用日数合計は 37,480 日、年間延べ利用者数合計は 7,860
人で、1人当たりの利用日数は 4.8 日であった。通所支援を行っている施
設は 29 施設（39.19％）であり、「医療型児童発達支援」8施設（27.59％）、
「児童発達支援（福祉型）」19 施設（65.52％）、「不明」2施設（6.90％）で
あった。【結論】短筋入所年間延べ利用日数については、500 日未満 39
施設（60.94％）、1,000 日未満 14 施設（21.88％）、1,000 日以上 11 施設
（17.19％）であり、受け入れ可能数に差がみられた事は、増加し続ける在
宅重症児の支援のあり方を検討する際の基礎データとなった。通所支援
に関しては、通園協のデータと比較検討する中でNHOが果たすべき役割
の分析を行いたいと考える。

P2-53-3 多職種協働による重症心身障害児・者ショー
トステイパスの活用

○
ながさと と し き

長郷 敏樹、原田 恵美子、大野 康子、井樋 三幸
NHO 福岡病院 看護部

【目的】重症心身障害児・者の病状や家族の精神的・身体的な負担の軽減
等のために一時的に療育・介護を行うショートステイにおいて、入所後
の介護が画一的で、多職種の専門性を生かした関わりや入退所時の家族
との情報交換が十分とは言えない現状がある。そこで、入所前の療育・介
護を維持し、かつ専門的視点からよりQOLの向上を目指すため、ショー
トステイパスの改訂に取り組んだ。【方法】1．現行パスの課題の明確化 2．
パスの改訂のポイント 1）入所前の療育・介護、家族の希望を情報収集 2）
それぞれの職種が実践した療育・介護の実際と入所者の反応をふまえた
アセスメントを記録 3）退所時に家族に入所中の患者の療養状況を説明す
る。3．研究期間 平成 25 年 6 月～平成 26 年 6 月【結果】1．従来のパス
では 1）観察・援助項目はあるが、だれが、どのようにかかわるか明確で
ない 2）入所者の反応・アセスメントの記述が少ない 3）家族の希望を取
り入れた療育・介護でないという課題があきらかになった。2．改訂パス
により 1）看護師、療養介助専門員、療育指導員など多職種の実践の記録
を残すことで入所者の反応がわかりやすくなった 2）短期間のかかわりで
も個別性を考慮した療育・介護が実践しやすくなった 3）家族の入所者の
生活、介護に不安を持つ言動がなくなった。【結論】1．多職種の実践の記
録をのこすパスに改訂しそれぞれの専門的視点での評価と情報共有が容
易になった。2．自宅と継続した療育・介護を行えると同時に家族との信
頼関係も深まった。3．新規入所者の個別性を把握し療養・介護の質を高
めるパスとして重症心身障害児・者のショートステイを望む社会のニー
ドの充足に効果的であると考える。
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P2-53-4 「在宅療養児支援連携手帳」作成の取り組みに
ついて―小さな命が家族とともに地域で安心
した生活を送るために―

○
ふ じ い れ い こ

藤井 鈴子、宮崎 愛、中友 千芳子
NHO 南京都病院 療育指導室

【背景】京都府内出生児に占める超低出生体重児（1.000g 未満）の割合は
年々増加傾向にある。出生後、医療機関から在宅生活への移行は進んでい
る（余儀なく移行しているケースも含む）が、医療的ケアを必要とする小
児への在宅療養を支える支援体制は不足しており、家族の過大な負担に
より在宅生活が成り立っている現状にある。【概要】京都府では、その現
状を踏まえ、超低出生体重児及び成長過程で医療的ケアが必要となった
児が、安心して在宅生活を送れるよう、関係機関と協働して支援体制の整
備を図ることが必要であるとして「京都府在宅療養児支援体制検討委員
会」を設置した。その場で検討された項目としては、1）在宅療養児支援
ネットワークの構築、2）社会資源の開拓、3）府内統一の「在宅療養児支
援連携手帳」の作成の 3点があげられる。中でも、検討項目の 1つである、
3）府内統一の「在宅療養児支援連携手帳」作成に力を入れ検討を重ねて
きた。完成した「在宅療養児支援連携手帳」は、平成 26 年 4 月から京都
府下全域の対象児に配布・運用されている。本発表では、検討委員会の一
員として医療関係団体、当事者（保護者）、行政（市町村福祉課、保健所）
等と協働し手帳の完成に至った経過等を報告するとともに、「在宅療養児
支援連携手帳」の内容についても紹介し考察を加える。

P2-53-5 療養介護事業利用者における移動支援事業の
利用について

○
かたやま ち と み

片山 智富1、渡辺 正彦1、北澤 隆明1、田中 真史1、樫原 充1、
岸本 美枝子2

NHO 奈良医療センター 療育指導室1、
NHO 奈良医療センター 療育指導科長2

【はじめに】当院・重症心身障害児（者）病棟の療養介護事業を利用して
いる 72 名の 72％は在院年数が 30 年以上であり、年齢を重ねるにつれて
外出が難しくなっている。そこで、少数ではあるが、適切な支援があれば
外出が可能な方に対する支援として『地域生活支援事業』の一つである
「移動支援」の利用について調査したので報告する。
【目的】地域事情に応じて実施される『地域生活支援事業』について、療
養介護事業利用者への支援の一つとして、市町村毎の「移動支援事業」の
利用を調査し、利用者等へ適切に情報を提供する。
【方法】利用者 72 名の障害福祉サービスの支給決定自治体は 34 市町村で
あり、各市町村が実施する「移動支援事業」について、『実施の有無』・
『利用の可不可』・『支援内容』・『移動先』等についてアンケートにより調
査する。
【結果】「移動支援事業」の利用を可とする市町村は 17 であった。そのう
ち、3市町村については、『療養介護事業にかかる報酬が算定されない場合
のみ利用を可とする』ものであった。また、医療機関へ長期の入院が必要
とされる療養介護事業利用者については、外出等が想定されていないと
の考えで、「移動支援」の利用を不可とする市町村もあった。
【結論】調査実施後、利用者等へ情報提供したところ、2名の方が利用に
至った。『地域生活支援事業』は利用者の状況や市町村が地域の特性に応
じて柔軟に実施することが出来る事業であり、『生活ニーズに応じて個別
給付と組み合わせて利用することも想定できる』とされていることから、
今後も『地域生活支援事業』と組み合わせて利用することで、利用者の
「QOLの向上」に繋げたい。

P2-53-6 デイサービスの送迎の改善について―玄関か
ら玄関を目指して―

○
に っ た せ つ こ

新田 節子1、赤木 友香1、高筒 秀一1、松本 泰子2、浦 陽子2、
小田 輝実3、丸箸 圭子4

NHO 医王病院 医療福祉部1、NHO 医王病院 看護部2、
NHO 医王病院 地域医療連携室3、NHO 医王病院 小児科4

【はじめに】当院デイケアは多機能型（生活介護等）、地域活動支援セン
ター事業を行っている。利用者は 3～65 歳。病名は重症心身障害児（者）、
筋ジストロフィー、パーキンソン等でほとんど全介助。内、気管切開と呼
吸器装着者は 7名で、1日 8～14 名利用。職員は児童指導員 1名、保育士
2名（内 1名はサービス管理責任者を兼任）、療養介助員 1名、看護師 2
名が配置されている。送迎利用者は 27 名でマイクロバス 1台、ワゴン車
2台に職員が乗り送迎を行っている。気管切開や呼吸器装着者は看護師付
きで 2便目の迎えもあり 1日 5往復行っている。内 12 名はベッド移乗、
戸締り等があり職員だけでなく運転手も手伝っている状態であった。利
用者増やご家族の高齢化、利用者のADLの低下が進み自宅での介護に時
間がかかり、次の方への迎え時間が遅れるなどの支障が出てきた。また、
委託運転手の契約には身体介護業務が含まれていない等の問題も挙がっ
ていたため、小会議等で話し合いを重ね送迎サービスの改善を図ったの
で報告する。【目的】送迎時の介助は、車椅子乗車で玄関から玄関とする。
【方法】1．利用者の自宅での移動介助にご家族が関わるように調整し、ヘ
ルパー、訪問看護師に話し合う。2．個別支援契約時の面談やMSWの協
力を得て進めていく。【期間】平成 24 年 10 月～平成 25 年 3 月【結果】12
名中、11 名は家の改修案やケース会議にヘルパーにも参加してもらうこ
とで目的が果たせた。委託の運転手による移乗介助もなくなった。ヘル
パーが入る事で朝の準備を一人で行っていた高齢の母親からは笑顔が見
られるようになり、親子 2人での生活の方からは「話し相手が出来まし
た」など、良い方向でのご家族の変化も見られた。

P2-53-7 重症心身障害病棟におけるサービス等利用計
画を生かした支援について

○
もりやま こ う き

守山 公基、柏木 那央衣、仲田 祐美、松田 律子、
石川 留里子、屋良 陸

NHO 琉球病院 療育指導室

【はじめに】昨今の福祉情勢では相談支援の必要性が高まり、障害福祉
サービス支給決定プロセスの見直しが行われ、サービス等利用計画（以下
利用計画）作成の対象者の拡大が図られた。当院の療養介護利用者につい
ても、利用計画の作成が必要となった。本発表では、利用計画作成のため
当院で行った支援を示し、利用計画を生かした支援事例について述べた
い。【目的】利用計画作成が当院の病棟運営に与える影響について検証す
る。【方法】利用計画作成支援では、（1）平成 26 年 2 月に当院より利用者
80 名を管轄する 26 市町村へ電話連絡を行い、利用計画作成について調整
を実施し、個別面談に合わせ児童指導員より成年後見人等へ制度説明と
関連書類の記載について説明を実施した。（2）実際に利用計画を元に行っ
た支援事例について振り返った。【結果】（1）17 市町村より利用計画作成申
請のための関連書類を送付して頂く。残り 9市町村は、区分認定更新の際
に市町村より案内を行う、既に対応済みであった。個別面談の際に、全成
年後見人等へ利用計画に関する説明を実施出来た。（2）措置解除に向けた
事例、個別性に沿った処遇の見直しを行った事例等が挙げられた。【考察】
利用計画作成支援については、80 名中 19 名の事業所への作成依頼が完了
しており、うち 6名は計画書が完成し、12 名が完成待ち、1名が調査待ち
の段階（平成 26 年 6 月 4 日現在）。当院より市町村へアプローチしたこと
で、成年後見人への説明に繋げやすくなり、結果として手続きがスムーズ
に進んだ。利用計画を用いた支援では、諸検討を通じて利用計画作成に携
わる事業所や市町村との連携が図りやすくなったと考える。
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P2-54-1 療養介護事業における保育士増員の効果～当
院における取り組みから～

○
さいとう け い こ

斎藤 恵子
NHO 広島西医療センター 療育指導室

【はじめに】平成 25 年 4 月より、当院では保育士が 6名増員され計 14
名となり、重症心身障害児（者）病棟に 10 名、筋ジストロフィー病棟に
4名の保育士を配置した。そのことにより、ひとりの利用者に対して保育
士がかかわる時間が多く、そしてより質の高いサービスを提供したいと
考えた。今回の保育士増員が利用者にとって毎日の生活がどのように変
わったのか、また、今後の課題は何かを検討した。【目的】1、療育活動や
個別でのかかわりの回数を比較する 2、保育士増員に伴い、病棟への複
数配置とフリー保育士配置の効果を検証する【期間】平成 24 年 4 月～26
年 3 月【取りくみの方法】1保育士の配置 2勤務体制 3療育活動 4
日常生活支援 5情報の共有【まとめ】保育士の増員は療育活動の回数や
日々利用者ひとり一人のかかわりの時間は多くなっている。しかし、療育
時間の回数や時間をふやすだけでは保育士の役割が全うでき、利用者に
必要とされる存在にはならないと考える。その点において、今回導入した
病棟担当ではないフリー保育士の存在の意味はあったと感じた。また、複
数で見守る保育士の目とフリー保育士の存在は、利用者の毎日の充実し
た暮らしに繋がっているといえる。そのためには今まで以上に日々の生
活の中でのひとり一人の気持ちをじっくりと見つめ、ひとり一人がその
人らしい生活が送れるように支援していきたい。

P2-54-2 療養介助員の一次救命処置研修の分析

○
たにぐち め ぐ み

谷口 恵美、宮薗 美百合、加藤 万理代
NHO 長良医療センター 看護部

【はじめに】療養介助員は医療チームの一員として、日常生活援助を行っ
ているため、看護師と共に患者にとって一番近い存在であり、急変に遭遇
する可能性がある。また、看護師と共に夜勤業務を行っているため、夜勤
の限られた人数での心肺蘇生においては貴重な戦力とならなくてはなら
ない。そこで、療養介助員を対象に一次救命処置（以後BLS）とAED
の研修会（夜間の急変シミュレーション訓練を含む）を開催した。研修会
参加前に療養介助員のBLSと AEDについての理解度を確認。その後、実
施した研修会に対し理解度を確認することで研修内容が妥当であったか
を検討した。【対象・方法】重症心身障がい児（者）病棟の療養介助員 43
名。研修会ではBLS・AEDの講義、夜間の急変シミュレーションを実施。
研修会前後に自記式無記名質問紙による理解度の調査を実施。研修会前
後の理解度の差をWilcoxon の符号付き順位検定で分析【結果】・研修前
後の理解度の得点は、すべての項目において 5％優位水準で差がみられ
た。・研修前では 8項目中 5項目にあまり良く分からないと回答した人
が 40％を占めた。・研修後は 8項目全てによく分かると回答した人が
40％以上となった。【まとめ】今回のBLSと AEDの研修内容は療養介助
員にとって妥当であった。

P2-54-3 電子カルテを利用した情報共有の現状と課題

○
き み の じゅんこ

君野 淳子、前田 勝也、廣田 純子、西村 典子、古瀬 なお子、
岡崎 まりな、二宮 周子、稲沢 貴則、長迫 東子、赤星 進二郎

NHO 鳥取医療センター 療育指導室

【はじめに】当院では、平成 25 年 4 月から電子カルテが稼動した。これを
機に療育指導室部門として、関係職種との情報共有を目的に、電子カルテ
へ各種記録の入力を開始したので報告する。【内容】記録内容については、
重症心身障害病棟における、患者の個人情報をはじめ、日々の療育活動記
録や行事記録、個別支援計画にかかる面接時の記録、新規入院患者情報の
記録を入力した。【結果】療育指導室職員の電子カルテ入力に係る意識調
査より、メリット・デメリットが浮かび上がってきた。メリットについて
は、1．療育活動や行事参加の様子等を関係職種に知ってもらう機会に
なった 2．関係職種からの患者情報が得られやすくなり、情報交換の迅速
化が図れた 3．記録用紙が不要になり書類がかさばらなくなった 4．打ち
込みに慣れると定型文の活用によりカルテ記載がスムーズになった等が
あった。デメリットについては、1．部署内にパソコンが 1台しかなく入
力したい時に打ち込みにくい 2．大きな行事では多人数の入力のため時間
がかかる 3．打ち落としや打ち間違いがある 4．同一の療育活動について、
一人の患者の継時的な記録が見えにくく、以前の記録との比較がしにく
い等があった。【考察】電子カルテ運用以前より関係職種との情報共有が
容易になったことで、福祉サービスを基盤とする重症心身障害病棟では
重要な情報の共有が図れたと考えられる。その反面、ハード面や、記録時
間の不足などによる打ち落としや、継時的な記録として抽出することが
困難なことにより、年間を通した評価に苦慮する面もあった。今後は、円
滑な入力と各種記録の向上的な利用に向けてそれぞれの問題について検
討を重ねていきたい。

P2-54-4 重症心身障害病棟における適切な入退院を考
える

○
い と う りょう

伊藤 良、成田 史緒、安田 寛二
NHO 静岡富士病院 療育指導室

【目的】過去の転院事例を通じて、重症心身障害病棟における適切な入退
院調整の進め方を検討する。【方法】H21.4～H26.3 の 5 年間に当院重症心
身障害病棟（計 80 床）で計画的に他施設への転院を行った 7例について、
（1）理由、（2）転院先、（3）連絡調整、（4）移送、の 4つのプロセス毎に
経過をまとめる。【結果】（1）理由は、7例中全てが地域移行を目的とする
ものであった。遠方により家族関係が薄れがちな例、転居にともない家族
が希望した例などがある。（2）転院先は、静岡県内が 2例、県外が 5例で
あった。2例は九州で、所管する行政も受入先の情報がないため、当院が
地元の国立病院機構を頼って探すこととした。（3）患者情報や日程等の連
絡調整は、措置入院では児童相談所の協力を得られたが、契約入院では直
接転院先施設と連絡、行政には事後報告することが多かった。（4）移送は、
家族が付き添えない、あるいは付き添っても本人のことがわからない、と
いった理由から、7例中 5例で当院職員が転院先まで付添いを行った。航
空機で日帰りした例もある。【考察】入院時点で地域性を考慮すべきでは
あるが、現実には緊急性の高さから受け入れざるを得ない事例もあると
思われる。NHOのネットワークを利用した連携は有効と思われた。連絡
調整について、行政は支給決定のみとする傾向が強く、施設間の直接やり
とりが求められる。医療情報の提供もあるため地域医療連携室との連携
が望ましいと考える。長期入院患者を安全に移送するには、多くは職員の
派遣が必要で、病院に理解を求める必要がある。【まとめ】当院入院中だ
けにとどまらず、将来に渡る生活環境や家族関係を踏まえ、適切な患者処
遇を考えていきたい。
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P2-54-5 通所「マラウ」での取り組み

○
はやさき の り こ

早崎 典子、大本 好子
NHO 山口宇部医療センター 療育指導室

今年、当院の通所は 10 年を迎えた。これまで利用者や家族との絆を大切
に、行事・療育を展開してきた。通所開始時から使用している連絡票の活
用や、利用者の様子を伝える「マラウだより」を平成 18 年 7 月より継続
し発行する等、保育士としてできる支援を行ってきた。具体的な取り組み
と、その様子は以下の通りである。平成 20 年からは、母の日や勤労感謝
の日には、利用者から家族へ感謝の気持ちを手紙にし家族に渡した。意思
疎通の図れる利用者 4名とは、家族に伝えたいことを聞き取りしながら
手紙にし、意思疎通の困難な利用者 16 名の場合は、保護者との繋がりの
中で保育士として感じたことを利用者の気持ちとして手紙にした。家族
として当たり前にやってきた事を感謝の言葉で伝えられ、涙ぐまれたり、
頑張る力になったと喜ばれたりした。重症度の高い利用者が多く、意思疎
通が困難であるがゆえに、家族と保育士の日々の関わりは大切であるこ
とがわかった。利用者たちも家族に手紙を書く時にはより表情が明るく
なったり、緊張が緩んだり、大きな声が出たりすることが多かった。誕生
会では普段出会わない利用者同士の交流ができた。家族同士の情報交換
もでき、前向きな気持ちでわが子に向き合えるようになったと言われる
例もあった。療育中の様子を伝える「マラウだより」を通して会話が広が
り、利用者・家族・職員の絆がより深まった。家族の高齢化・利用者の重
症化が進む中、行事やおたよりを通して利用者や家族同士の交流を図り、
利用者共々安心して笑顔で生活が送れるよう今後も支援していきたい。

P2-54-6 超重症児保育活動「ひよこクラブ」合同保育の
取り組み～家族との関わり～

○
かなざわ ま り

金沢 真里、大本 好子、児玉 恵、吉岡 英登、藤井 明日香、
谷口 和美

NHO 山口宇部医療センター 療育指導室

【はじめに】当院では、未就学児を対象に毎週金曜日にひよこクラブを実
施している。今回、保護者を巻き込み、家族でふれあいの機会を持つよう、
月 1回の合同保育を計画、実施したので報告する。【目的及び方法】対象
は 3歳の準超重症児である。患児の母親から「姉が面会に来たがらないが
どうしたらよいか」と相談を受けた。そこで家族（母と姉）でふれあいを
持ち、楽しみながら家族のきずなを深める療育を企画した。1、保護者の
参加を促すにあたり年度初めに年間計画表を保護者に渡すこと 2、保育後
は毎回活動の様子を記入した出席カードを作成、ベッドサイドに置くこ
と 3、面会時には次回の予告を行うこと 4、患児の体調悪化に対応できる
よう、病棟と連携を図ること上記の 4点に配慮し、保育を計画実施した。
【結果】年間 10 回予定した合同保育は本人の体調不良で 2回中止となっ
たが、8回中 5回に家族の参加が見られた。初めは母親から離れずにいた
姉が回を重ねるごとに雰囲気に慣れ、徐々に活動に関わるようになった。
患児とのふれあいもできるようになり、母親も興味を示してくれた。ま
た、病棟との連携は、保護者の大きな安心感にもつながった。【考察】NICU
からの直接児は家族との絆を形成することが難しいと言われている。今
回、合同保育で一緒に活動することで、関係作りの一助となった。今後は
合同保育の時間を増やし、家族の参加を促し、充実した時間を過ごせるひ
よこクラブをより一層目指していきたい。

P2-54-7 未収金解消と家族支援について

○
よ だ ゆ き こ

依田 有紀子、庄司 愛、輿石 裕次
NHO 茨城東病院 小児科診療部療育指導室

【はじめに】重症心身障害病棟における施設利用負担金の未収金問題に、
家族支援という観点から係る中、新たな課題と児童指導員の役割が見え
てきたため、報告する。【目的】未収金対策と家族支援の方向性を明らか
し、児童指導員の役割を把握する。【方法】典型的な 2事例を挙げ、経過
を検討する。【結果】＜事例 1＞Α氏（23 歳）の母は、年金の受給手続き
ができない状況であり、多額の未納があった。母へ手紙や電話連絡、訪問
等様々な手段で働きかけたが、状況は変わらなかった。そこで、市役所と
も連絡を取り、出向いて方策を立てた。市町村申立てにより第三者成年後
見人が選任され、年金受給を開始すると共に、未収金の大幅な解消に繋
がった。一方それを機に、母との係わりは減ってしまった中、母へ写真や
行事の葉書を送ったところ、母から電話や面会があった。＜事例 2＞Β
氏（18 歳）の父は、負債を抱えており多額の未納がある。また、日々の忙
しさのために 2年程面会がなかった。そこで、父の仕事現場へ出向き、Β
氏への面会をお願いした。その中で、平成 26 年度は 2回ほど面会があっ
た。未収金の解消には繋がっていないが、2年後の年金受給と成年後見人
申立てに向けて取り組んでいる。【考察】未収金の問題は、成年後見人申
立てを通して、選任される第三者成年後見人の協力を得て、解決しつつあ
る一方、それを機に利用者とも病院とも、家族との繋がりが薄くなってし
まう傾向がある。未収金の解消は必須であるため、それに伴う家族との係
り方について、児童指導員は、その後も家族との係りを通して、面会へと
導く役割があると考える。

P2-54-8 ＜動く重症心身障害病棟＞の建て替えによる
行動制限と合併症発生の変化

○
やまもと み わ こ

山元 美和子、生島 節子、井上 邦子、糸山 幸子、會田 千重
NHO 肥前精神医療センター 医局

【はじめに】当院では 1972 年から、＜動く重症心身障害病棟＞にて（強度）
行動障害をもつ重度・最重度知的障害児（者）の治療を行っている。その
治療においては、個人としての尊厳を重んじ、人権に配慮し、行動の制限
を行わない事を基本とした医療を提供すべきである。しかし、患者の安全
と保護の為、行動制限が治療上やむを得ないケースが存在する。当院で
は、その他の方法では患者の生命及び身体損傷を防ぐ事が困難と判断さ
れた場合、厚生労働省発行＜身体拘束ゼロの手引き＞を参照し、＜精神保
健及び精神障害者福祉に関する法律＞に準じ、精神保健指定医の指示の
もと所定の手続きに則り行動制限を行っている。2014 年 3 月末より新病
棟へと移り、80 床から 100 床に増床したと伴に、個室が大幅に増加し、
個々の患者それぞれの環境調整が行い易くなった。患者の安全を守りな
がら行動制限を減らすことは、動く重症心身障害児（者）の治療の今後の
課題であり、治療環境の変化が行動制限や合併症の発生にどのような変
化をもたらしたかを明らかにする。【方法】当院＜動く重症心身障害病
棟＞に入院中の患者を対象とし、旧病棟であった平成 25 年 4 月～同年 9
月と新病棟移転後の平成 26 年 4 月～同年 9月の隔離、拘束の時間等につ
いて分析し比較する。また、同期間の合併症の発生について分析し比較す
る。【結果・考察】上記期間中、旧病棟において行動制限を要した患者数
の平均は拘束 19.7 人�日、隔離 4.7 人�日であった。一人あたりの平均行動
制限時間は拘束 18.6 時間�日、隔離 22.1 時間�日であった。当日はさらな
る分析を加え報告する。
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P2-55-1 高層化した重症心身障害児（者）病棟における
災害時の対応～DIG（災害図上訓練）からの検
討～

○
た な か え み こ

田中 絵美子、田口 ゆかり、濱名 眞希、松本 光世、
郷司 由加里

NHO 東徳島医療センター 看護部

【はじめに】A病棟は約 2年前に新築、3階に移転した。病院全体で防火訓
練は行われているが病棟での詳細な訓練は行われていない。そこで、防災
上の長所と短所が理解できるDisaster Imagination Game（災害図上訓
練：DIG）を活用し、A病棟の特性を踏まえた対策を講じることが災害時
の患者の安全確保や適切な対応につながると考えた。【目的】1．A病棟に
おける災害時の対応についてアンケートにより問題点を明らかにする。
2．病床マップを使用したDIG（災害図上訓練）を実施し災害発生時のイ
メージができる。【方法】1．A病棟看護職員 31 名に研究内容（倫理的配
慮を含む）とDIG の内容を紙面にて説明 2．アンケートを作成し、設問毎
に点数化し平均点を出す 3．DIG の実施【結果及び考察】アンケートよ
り平均点が高い項目は「病棟や物品の把握」、低いのは「災害時の行動」で
あった。設問は「リーダーとして指示できるか」が低く、自由記載でも
「誰かに指示をもらわないと動けない」とあり、DIG でも「誰が中心となっ
て指示を出すか」という意見が出た。災害時には誰かが指示を出さなけれ
ばいけないということは理解できているが、リーダーとして動くことに
不安があることが明らかになった。DIG により、災害発生時のイメージと
問題点が抽出でき、現在できる対策が明らかになった。対応可能な点にお
いて周知、実践することで患者様の安全を守ることができると考える。
【結論】1．アンケート結果から「リーダーとして指示ができるか」の内容
の平均点が低いという問題点が明らかになった。2．DIG を行ったことで
災害発生時の病棟内環境をイメージする機会になった。

P2-55-2 重症心身障害病棟における家族の満足度向上
に向けて～個別支援計画書作成における家族
モニタリングの充実に向けた取り組み～

○
ほ し の さ な え

星野 早苗1、小林 美穂1、平野 美佐紀1、河上 真美子1、
深町 尚衣1、海津 恵子1、高橋 真喜彦1、中島 孝2

NHO 新潟病院 療育指導室1、NHO 新潟病院 副院長2

当院重症心身障害病棟では、個別支援計画書作成におけるモニタリング
について、成年後見人及び家族を対象に実施している。評価表を郵送し返
信はがきにて病棟生活に対する要望、意見を記入後返信してもらってい
るが、はがきだけでは家族の要望を十分に把握することは難しく、モニタ
リングの充実が課題となっていた。今回、家族の満足度向上を目的にモニ
タリングの充実に向けた取り組みを行ったので報告する。＜対象＞10 病
棟入院患者の成年後見人及び家族 39 名。＜方法＞1）平成 25 年度中間評
価のモニタリングを、面会日に面談方式で実施した。実施に当たってはモ
ニタリングチェックシートを活用した。2）平成 25 年度中間評価、半年後
の総合評価のモニタリングの際に満足度調査を行った。内容は「大変満
足」「まあまあ満足」「普通」「不満足」からの選択とした。＜結果＞1）モニ
タリングチェックシートは満足度の他に日常生活について具体的な聞き
取りができるようにした。得られた情報は看護師と共有し対応策につい
て話し合い、評価会議にて支援計画書の修正を行った。2）2回目の調査で
は「大変満足」「まあまあ満足」と答えた家族が 10％増加した。＜考察、
まとめ＞モニタリングチェックシートを活用したことで、より具体的な
モニタリングを実施するができた。また、直接話しをすることで意見や要
望を聞き出すことができ、支援計画に反映することができた。「話して良
かった」「一緒に考えてくれていることが分かった」などの感想を引き出
すことができ、満足度の向上に繋げることができたと考える。今後も家族
の満足度の向上に向けて、他職と連携し支援計画書の充実に努めていく。

P2-55-3 重症心身障がい児（者）看護現任教育研修の現
状報告と今後の課題

○
か と う ま り よ

加藤 万里代、棚橋 佳子、廣瀬 公美、平井 美智
NHO 長良医療センター 看護部

【目的】平成 24 年度より重症心身障がい児（者）看護現任教育を取り組み
始め 2年目を迎えた。平成 25 年度は、講義時間 40 時間・23 講義を行っ
た。そこで、25 年度の研修の現状を把握するために、講義後に講義内容の
理解度のアンケートを行い、今後の研修内容の課題を示唆したのでここ
に報告する。【方法】期間：平成 25 年 4 月～平成 25 年 12 月 対象：障害
者病棟の新採用者看護師・2年目看護師 方法：研修参加後に講義内容
の理解度を 5段階尺度アンケート実施、分析する。【結果・考察】研修参
加平均人数は、現任 1看護師 9.2 名、現任 2看護師 7.7 名。アンケート結
果は、現任 1の看護師の理解度において、「大変理解できた」が 60％以上
であった。「大変理解できた」が 60％以下だった講義は、「姿勢に影響す
る要因」「疾患」「発達の支援」「合併症」「リハビリテーション」であり、これ
らの講義は、医師・PTの専門領域が含まれた内容であった。演習を取り
入れた講義内容は、「受講者より理解しやすい」「患者の状態が分からない
ためイメージ化しづらい」という意見があったため、4月の講義はイメー
ジ化しにくいと考える。講義で分からなかったところを復習するために
も、 根拠を理解できる学習の場をOJTで行っていくことが必要である。
現任 2の看護師の理解度は、「大変理解できた」が 60％以上半数以上示
し、その中でも 60％以下だった講義は「定義」「主な疾患と看護」であっ
た。現任 1と教育目標の差が曖昧になっていたため今後講義内容が必要
となった。【結論】専門領域を含む講義内容においては理解するには難し
いため、イメージ化しやすい時期に講義を行い、OJTとの連携を強化して
いく。

P2-55-4 療養介助専門員の介護計画と記録の導入に対
する不安の解消に取り組んで

○
かわさき な つ み

川崎 奈津美、菊池 希知子、田代 恵子、熊谷 千晶、
宮澤 まゆみ、北端 いづみ、土肥 守

NHO 釜石病院 看護課

【はじめに】当院でも、重症児者病棟において療育の充実を目的として、
療養介助職の導入に続いて、療養介助専門員が今年度から導入され、生活
介助などの業務以外に、介護計画の立案や介護計画に沿った記録の記入
などの専門的な業務が加わることになった。しかし当病棟では、介護計画
の立案や計画に沿った記録の実務経験者が少なく、記録に対する戸惑い
や不安を感じる声が多く聞かれた。そこで、療養介助専門員制度の導入の
前後に、記録や介護計画に対するアンケートによる意識調査や勉強会を
行い、介護記録記載に対する不安の解消や、患者理解・患者情報の共有に
つなげたので、その経過と効果について検討した。【方法】対象は、新た
に療養介助専門員となった当病棟の 7名とした。アンケート調査を、記録
導入前、教育研修受講より 1か月記録実施後、3か月記録実施後の計 3
回行い、その結果を比較した。また、2回目のアンケート時に判明した不
安や感想に対して、勉強会を対象者全員に対して実施した。【結果と考察】
アンケートからは、経験がない専門員からは、何を記録すればいいかわか
らないという声が聞かれ、実務経験者からも、実施記録の記載経験はある
が、個々の介護計画の立案とそれに沿った記録の仕方がわからないとい
う声が聞かれた。療養介助職の教育研修を受講後に、看護師の指導のもと
に記録の記載を実施し、不明な点が少なくなるようにした。このような個
別の取り組みやアンケート調査・勉強会などを継続的に行う事により、
不安の解消や、記録を通しての患者理解が深まるなどの効果が上げられ
たと考えられた。
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P2-55-5 2013年度障害者総合支援法施行に関する調
査報告1―基礎集計と8年間の推移―

○
い ま い まさよし

今井 雅由1、宮野前 健2、荻本 みわ子3、稲澤 淳一4、
蛭田 仁美4、中川 義信5

国立精神・神経医療研究センター病院 療育指導室1、NHO 南京都病院2、
NHO 西別府病院3、NHO 千葉東病院4、国立重症心身障害協議会会長5

【目的】障害者総合支援法施行後の各施設の状況を把握し、問題の収集と
分析を行い、今後の病棟運営に寄与する資料を作成する。【方法】2013
年 11 月 1 日現在の年齢構成、超重症児スコア、強度行動障害スコア、人
工呼吸器、総合支援法関連、入退院状況、短期入所等に関する調査を実施
し、集計分析と問題点の抽出を行う。【結果】全施設（回収率 100％）から
回答を得た。利用者総数は 7,416 人。2012 年から 45～49 歳が最頻値と
なっている。年齢構成変化を、前年同月比の増減変化から見ると 45 歳以
上の増加傾向が顕著であった。超重症児スコア「10～24 点」は 1,032 人
（20.49％）、「25 点以上」941 人（13.89％）、10 点以上の合計は 1,973 人
（29.13％）であった。死亡割合は 2011 年 0.41％から増加傾向で、2013
年は 2.43％まで増加しているが、20 歳未満は 12.77％から 2.07％に減少
し、20 歳以上は 0.41％から 2.43％に増加している。【結論】加齢化は調査
を追う毎に進んでいるが、すでに 45～49 歳の増加率は低下しており、50
歳以上の増加率が高くなっていることがわかった。死亡割合は全体では
増加しているが、20 歳未満は減少傾向、20 歳以上は増加傾向であり、こ
の 2年間の推移では 20 歳代の死亡割合が 1.8 倍となっていることがわ
かった。今後死亡割合の変が、年齢構成推移にどの様な変化をもたらすか
等、調査を継続していきたいと考える。

P2-55-6 私物庫の使いやすい方法へのアプローチ

○
ひ が く ぼ せ こ

日ヶ久保 世子、大浦 昭子、竹谷 文恵、磯谷 有美、
小山内 千鶴子

NHO 八戸病院 看護課

【はじめに】A病院では患者の衣類、日用品などを収納する場所に私物庫
を利用している。しかし、私物が多くなり収納スペースから衣類があふれ
たり、乱雑に収納されていても責任を持って整理する人がいないため、私
物庫が乱雑化し必要な物をすぐに取り出せないことが問題となった。そ
こで私物庫の整理・収納を見直し、私物庫の環境整備と看護師の衣類整
理の意識向上を目的に取り組んだ。【方法】1．重症心身障害児（者）病棟
の看護師 31 名、保育士 2名を対象に質問紙調査を実施 2．私物管理の簡
素化に向けて家族への協力依頼 3．受け持ち制の衣類整理の強化 4．私
物庫の整理点検方法の見直し・点検表の作成【結果】取り組み前後で質問
紙を用いて比較検討した結果（回収率 100％）、1．「私物庫を使いやすい」
が 15％から 94％へ改善、2．「必要なものをすぐに取り出せる」が 12％
から 81％へ改善、3．「衣類整理への意識が高まった」が 100％であった。
【考察】私物庫を用途別に整理し家族の協力を得て衣類調整をはかったこ
とで収納機能を超える衣類の見直しができたと思われる。また定期的に
整理点検をスタッフへ働きかけたことにより、誰かが整理するだろうと
いう考えから、スタッフみんなで整理して収納しようという考えに変わ
り、整理整頓の意識の向上につながったと思われる。今後、私物の量の調
整、名前の明記方法の見直し、点検表に基づいた点検の継続への働きかけ
が必要である。

P2-55-7 療養介護移行にともなう体制変更と療育活動
への取り組み～経過報告と課題～

○
しもちゃや あきら

下茶谷 晃
NHO 広島西医療センター 療育指導室

【はじめに】当院は若葉病棟（重症心身障害児（者））とあゆみ病棟（筋ジ
ストロフィー・ALS等）を療養介護事業・指定医療機関（医療型障害児入
所支援）で運営している。平成 24 年度から若葉病棟が療養介護事業に移
行したことにより、これまで以上のサービスが提供できるようにサービ
ス内容・職員増員等を検討した。そして、平成 25 年 4 月から、経過的療
養介護サービス費 I（若葉病棟）、障害者施設等入院基本料 7 : 1 を取得す
ることにともない、看護職員と療育指導室職員を大幅増員することと
なった。これにより、平成 25 年 7 月より新サービスを展開する運びと
なった。【目的】新体制から 1年が経過することにより、これまでの療育
実績集計の比較等をおこない考察することで課題点を探り、今後のサー
ビス提供を向上させる一助とする。【結果】新たなサービス提供として、
若葉病棟の入浴回数を週 3回、夕食時間 17 時 30 分、毎食後のはみがき等
の日常生活支援の変更。療育指導室としてもあゆみ病棟を含めた療育活
動・相談支援の充実を図っていくことと、病棟の日常生活の時間帯にあ
わせた体制の整備を図った。それにより、療育活動回数としては大幅な増
加となり、多職種との協働療育も計画的に実施可能となった。【考察】新
体制となって 1年が経過し体制としては安定してきているが、療育の量
と質の確保、多職種協働療育の共通認識、療育指導室職員の増員のメリッ
トを最大限活かしていくことが今後の課題である。

P2-56-1 重症心身障害児（者）の安全対策に対する家族
の納得度

○
やなぎばし あ い こ

柳橋 あい子、河合 いづみ
NHO あきた病院 南2病棟

【目的】重症心身障害（児）は強度行動障害を抱えている為、身体拘束に
関する説明・同意書を家族から頂き安全対策に対し同意を得ている。し
かし、患者家族は安全対策としての行動制限について納得しきれていな
い部分もあるのではと疑問を持った。そこで患者家族が、安全対策にどの
程度納得しているか調査し、家族と協働による安全対策の方向性を得た
いと考えた。
【研究方法】多肢選択式の質問紙調査を患者家族 40 名に実施し点数化
（0～3）。マン・ホイットニ検定で有意差の判定を行う。
【倫理的配慮】目的・内容を文章で説明し同意を得た。
【結果】同意書に「納得した」84.0％、安全対策に「納得した」77.4％、
「やや納得した」（22.6％）。賛同の低い項目は、ヘッドガード・ボディスー
ツ・安全ベルトであった。総合納得度では性別、親：兄弟で有意差はな
かった。患者の年齢が 40 代以下の総合納得度は 2.7±0.5、50 代以上は
2.9±0.2 で、有意確率 p＝0.0569 であった。個別支援プログラムに対する
納得度と総合納得度の関係は、「納得した」2.8±0.3（23）、と「やや納得
した」2.7±0.6（6）の回答のみで有意差はなかった。
【考察】安全対策への納得度は高く、情報提供の積み重ねが家族との信頼
関係を構築したと考える。比較的若年層の家族は「ヘッドガード」「ボディ
スーツ」「安全ベルト」に対する納得度がやや低く、直接的な身体拘束に対
する回答に表れた。身体拘束実施要件の一時的な安全対策は少なく断続
的な安全対策の実施を余儀なくされている現状があり、個別支援計画評
価表の説明での家族の理解、納得度向上を図りたい。
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P2-56-2 重症心身障害児（者）病棟における安全確認～
リストバンドの導入を試みて～

○
か と う こ う こ

加藤 孝子、佐藤 義子、栗田 きぬ代、吉田 好美
NHO 神奈川病院 重症心身障がい児（者）病棟

【目的】当院は平成 18 年に電子カルテを導入し、患者確認のためリストバ
ンドを開始したが、重症心身障害児・者は皮膚損傷・異食の恐れがある
為対象外としてきた。しかし、食事の取り違え、内服投与間違いなどのイ
ンシデントが発生し、患者確認方法が顔認証というあいまいな方法から、
より確実なリストバンドによる患者確認の導入を検討した。【結果】患者
確認方法の現状を把握するためアンケート調査を実施した結果、ベッド
ネーム・顔・車椅子の名札・洋服の名札の順で患者確認を行っていた。
そこで、現在行われている確認方法の問題点とリストバンドの必要性を
説明した。導入時、異食や皮膚損傷のリスクが高い患者は除外した。実施
後再調査した結果、「習慣がない為リストバンドのことを忘れる」が 60％。
「面倒、確認に時間がかかる」が 17％。「安心できる、確実性がある」が
14％。「今後もリストバンドを継続した方が良いか」は 70％。記述回答で
「基本はリストバンドだが、長期間関わると顔での確認になってしま
う」という意見が聞かれた。【考察】患者確認方法としてリストバンドを
導入したが、確認に時間がかかり面倒という意識が働き、定着していない
ことがわかった。これはリストバンドを足に付けたため確認のしづらさ
があった。また当病棟の患者のほとんどが長期入院であるため簡単に確
認できる顔確認が優先された。リストバンドの確認が定着しない要因と
して、リストバンドによる確認の経験があるスタッフが少ない事も考え
られる。【まとめ】リストバンドが確実な確認方法と理解しても、当病棟
では顔認証になる傾向がある。顔認証の危険性を理解した上でのリスト
バンド活用が重要である。

P2-56-3 重症心身障害児（者）の骨折防止への取り組
み―勉強会実施後の看護師の意識変化―

○
は ま や と も み

浜谷 智美、清野 幸恵、加藤 尚子、小林 睦子、駒澤 勇蔵
NHO 東長野病院 看護部

【はじめに】重症心身障害児（者）は変形・拘縮があり、年齢の高齢化と
共に骨の脆弱化が進んできている現状の中、N病棟では過去 3年間に骨
折が 3件発生している。そこで勉強会を実施し、知識の共有により骨折防
止に対する意識を高め、ケアへの不安の軽減を目的に取り組んだので報
告する。【研究方法】1．研究対象：N病棟看護師 19 名 2．調査方法：事
前事後の意識調査、3回の勉強会実施毎の自記式調査 3．内容：基本属
性、経験年数、ケアでの不安の有無、骨折の知識 4．分析方法：骨折に
対する不安をネガティブ・ポジティブに分類後に記述統計し、事前事後
の意識調査による比較の分析【結果】意識調査での不安で有意差を認めた
項目は、「移動は 2人で行っている」（X2＝16.16）のみであった。「入浴介
助」「更衣」「車椅子移乗」「オムツ交換」の項目は有意差を認めないものの
不安の減少を認めた。自記式調査では、「勉強会を通し再確認できた」「基
本が分かり一人で援助する事が減った」等の回答があった。【考察】1回目
の勉強会は言語的説得であり、「理解や再確認」「自信がついた」との回答
から他者からの積極的暗示により自己強化へと繋がった。2回目・3回目
は実践で、「気を付けたい」「活かしたい」との回答から代理的経験により
情動喚起があった。また、「勉強会で学ぶことで不安は軽減した」「再確認
できた」等の回答から、成功体験を重ねることで達成、振り返りとなった
ことが不安の軽減に繋がったと考える。【結論】勉強会はケアの向上を図
り、骨折防止に対する看護師の意識変化を導くために有効であった。

P2-56-4 身体拘束削減に向けての療育への取り組み

○
さ か い こ う じ

酒井 浩二、橋本 恵津子、菅 明美、西口 悠架、木下 日出美
NHO 長崎病院 みどり1病棟

【はじめに】重症心身障害児（者）は、様々な危険からやむを得ず身体拘
束がなされている。但し、拘束が要因となり患者にストレスを与えQOL
の低下に繋がる可能性もある。よって拘束に至らなくて済むような環境
や支援アプローチが重要と考える。【目的】患者の安全を確保しつつ人権
を尊重し、身体拘束削減に向けて支援する。【方法】期間：平成 25 年 1
月～12 月対象：期間中継続して入院し身体拘束を実施した患者 15 名方
法：1．切迫性、非代替性、一次性の 3要件の判断基準に基づく身体拘束
の検討 2．身体拘束削減に向けての目標、生活環境、日中活動等を含め
た行動支援計画書の作成と家族への説明 3．身体拘束時および解除時の
状態および時間、療育活動の観察と記録 4．日々の行動支援計画書に基
づいた支援について情報交換 5．定期的な合同カンファレンスでの支援
経過の評価 倫理的配慮：院内の倫理委員会にて承認を得た。【結果】身
体拘束を完全に解除できた患者 1名、解除時間の拡大・抑制緩和による
部分解除ができた患者 13 名、異食行為が強く表出され解除できなかった
患者 1名。患者毎の状況を踏まえた生活環境の改善や日中活動等、多職種
協働で密接に関わる時間を設けたことで散歩や寝食分離など活動範囲が
拡大し、見守りの下での一時的な解除など拘束内容は改善した。【考察】
多職種合同のカンファレンスを継続し、改善課題を明確にすることで、患
者の障害特性と個別的なニーズが把握でき、より安全で有効な削減方法
が実施できた。身体拘束を日常化せず適正な判断基準のもとに実施し、日
常的に患者の真のニーズを理解し、創意工夫に努め、積極的に支援するこ
とが重要であった。

P2-56-5 安全な車いす生活をめざして

○
す ず き み ち こ

鈴木 美智子1、鈴木 徹郎2、斎藤 久美1、八柳 比呂美1、
佐々木 憲幸1、千田 圭二3

NHO 岩手病院 小児科 療育指導室1、NHO 岩手病院 小児科 医長2、
NHO 岩手病院 院長3

【目的】岩手病院の重症心身障がい児（者）病棟（120 床）では、平成 22
年度から 4年間に車いす（座位保持装置含む）に関連する転倒事例が 6
件あった。要因を分析すると「転倒防止装置の向き」「人・物との距離」が
直接の転倒要因となっている事が判った。また、職員が日常的に誤った認
識で車いすを取り扱っていること、車いすの機能・操作方法・患者さん
の乗車姿勢に対して不安を持ち介助していることが判った。そこで、車い
す乗車時の危険要因（ヒヤリハット）を減少させることと、転倒防止に取
り組んだ。【方法】重症心身障がい児（者）病棟職員 95 人を対象に、車い
す操作マニュアル（冊子とDVD）を作成し、勉強会を開催した。勉強会
実施後に、車いす機能への理解・意識をアンケート調査した。また、指導
室職員が作成した安全点検リストをもとに、予告せずに計 6回のラウン
ドを実施し、特に転倒の 2大要因であった「転倒防止装置の向き」「人・物
との距離」についてチェックした。【結果】アンケートでは、車いす操作
マニュアル配布・勉強会の実施前後で比較すると、車いすの機能を理解
していない職員が 33％から 8％、不安をもって介助していた職員が 30％
から 18％に減少した。車いすの知識・理解度では、車いすの種類 91％、
操作方法 98％、機能 94％と 9割以上の職員から理解が得られた。ラウン
ドでは、危険要因となっていた 7項目の件数が 67％、転倒の 2大要因は
75％減少した。実施後半年間の転倒は 0件であった。【結論】多種多機能
化する車いすについて、現場職員が正しい知識を身につけ操作し、患者さ
んが乗車中に危険に晒されていないかを点検することで、危険要因の減
少と転倒防止になることが示唆された。
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P2-56-6 身体拘束の時間を減らすための看護実践の効
果

○
わたなべ し の

渡邊 紫乃
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 看護部 4病棟

【はじめに】A氏は胃瘻・腸瘻チューブ固定の粘着テープが要因で皮膚炎
を起こし、痒みで腹部に手がいき、チューブ抜去を繰り返していた。抜去
の度に抑制が増え、スタッフはジレンマを抱えていた。多方面のアプロー
チで、身体拘束時間の減少方法を明らかにしたいと考えた。【患者紹介】
A氏・20 歳代・男性・頭蓋内出血後遺症・麻痺性イレウス・腸瘻部皮
膚化膿症・右手ミトン・両上肢、左下肢の抑制・月に 1～3回事故（自己）
抜去あり【研究期間】平成 25 年 6 月 30 日～平成 26 年 1 月 30 日【方法】
1）皮膚対策・チューブを検討し、皮膚状態の変化を見る 2）抑制方法・車
椅子の検討【結果】1）皮膚保護材を採用、腸瘻を胃瘻交換用カテーテル
コンパクトタイプに変更しテープ固定部位が減少。介入前と比較し皮膚
トラブルが改善した。2）抑制部位を 3か所から 2か所に変更、車椅子の
再検討により座位時は 1か所の抑制になる。【考察】今回の取り組みで、
皮膚トラブル、テープ固定範囲が減り、ベッド上・車椅子移乗時共に身体
拘束部位の軽減出来た。しかし、現段階では皮膚トラブル・腹部を掻く行
為を無くせず、身体拘束の完全解除に至っていない。患者の人権を考慮
し、安全や治療を守る事の難しさを実感した。しかし、倫理的視点を持ち
患者のQOLを考慮し取り組む事は、スタッフのジレンマを解消する一助
となると考える。【結論】多方面からのアプローチは身体拘束範囲・時間
の減少に繋がる。しかし身体拘束を完全になくすことは出来ず更なるア
プローチが必要である。

P2-56-7 骨折事故防止への取り組み―全患者のケアを
見直して―

○
い ず も と し え

出雲 外志江、吉野 好枝、増田 佳枝
NHO 医王病院 看護部

【目的】寝たきりの重症心身障害児（者）は骨密度が低く骨折のリスクが
高い。当重症心身障害児（者）病棟では 2012 年 1 月～2013 年 6 月に 5
件の骨折事故があった。その原因としておむつ交換や体位変換の手技の
不統一が誘因と考えられる事例があった。今回骨折防止の取り組みとし
て、個々の患者に応じたおむつ交換と体位変換の手技の統一を目的に全
患者のベッドサイドカンファレンスを実施した。【方法】1．全入院患者の
骨密度・骨折既往の有無など危険因子を一覧表で提示 2．受持ち看護師が
主体となり、おむつ交換場面を多職種でべッドサイドカンファレンスし
意見交換した 3．必要な患者には夜間も 2人でおむつ交換出来るよう業務
を見直した 4．カンファレンス記録、修正した看護計画を全員に周知徹底
5．ベッドサイドカンファレンス実施後の意識調査【結果】1．全員の看護
計画を見直す事が出来た 2．当日参加出来なかったスタッフは、カンファ
レンス記録でおむつ交換・体位変換の方法を確認出来ていた 3．意識調査
では「知識・技術不足に気づいた」「患者個々の注意点が理解できた」「安
全に配慮するようになった」「協力を依頼しやすくなった」の意見があっ
た 4．以後おむつ交換が原因と考えられる骨折事故は認めない【考察】多
職種でカンファレンスを行ったことでスタッフ全員の知識・技術の研鑽
に繋がった。業務の見直しと共に情報を周知徹底したことで、手技の統一
を図ることが出来たと考える。【まとめ】スタッフは骨折リスクを再認識
し、骨折防止への意識の変化がみられた。今後患者の成長や病態変化に応
じ、また新規入院患者も対象にベッドサイドカンファレンスを行いより
安全なケアが実施できるよう取り組んでいきたい。

P2-57-1 当院における極低出生体重児の発達的変化に
ついて―WISC�3知能検査、WISC�4知能検
査による検討―

○
はしもと み ず こ

橋本 瑞子1、白石 忠明2、高柳 俊光3

NHO 佐賀病院 地域医療連携室1、NHO 佐賀病院 小児科 臨床心理士2、
NHO 佐賀病院 小児科3

【目的】佐賀病院は県内唯一の総合周産期母子医療センターとしての役割
を担い、NICU退院後のハイリスク児のフォローアップ健診において、主
にキーエイジに発達・知能検査を実施している。健診の対象である極低
出生体重児は知的発達において認知機能の偏りを示すことが多く、その
偏りは成長とともに変化していくことが報告されており、極低出生体重
児の認知発達における縦断的研究の重要性が指摘されている。今回は、極
低出生体重児の就学前と小学校入学後の認知的変化について、それぞれ
の特徴がどのような変化をたどるのかについて比較検討し、支援への示
唆を得ることを目的とする。【対象と方法】当院NICUを退院した出生体
重 1500g 未満の児のうち、2008 年 4 月～2014 年 3 月の間に当院のフォ
ローアップ健診にて就学前と学童期にWISC�3、WISC�4 が実施できた児
を対象とした。対象児 11 名（男児 8名、女児 3名）の就学前（5、6歳時）
と学童期（小学 2～4年）のWISC�3、WISC�4 結果の発達的変化について
検討した。【結果】それぞれのWISC�3、WISC�4 結果に基づき、就学前と
学童期の 2群に分け、全検査 IQ、群指数もしくは指標得点、各下位検査
の評価点の 11 名分の平均値を算出する方法を用いた。結果より、就学前
から学童期にかけては＜注意記憶もしくはワーキングメモリー指標＞＜
処理速度＞＜記号＞が有意に上昇しており、それ以外の項目には有意な
差は認められなかった。これらのことから、就学前から学童期にかけて、
課題に対して最後まで遂行する能力の伸びが期待されることが考えられ
た。さらに全検査 IQ、群指数もしくは指標得点、各下位検査の評価点の
量的な変化についても検討する。

P2-57-2 育児練習入院指導におけるNICUと当病棟の
指導内容の違いの抽出

○
た け だ あ や き

竹田 錦紀、川村 陽子
NHO 長良医療センター 看護部

〈はじめに〉当病棟は育児練習の指導を目的とした入院方法がある。これ
らの入院患者はNICU・GCUから転棟の場合が多い。実際に看護にあ
たっている中で、NICU・GCUで行われた育児練習の指導と当病棟で行
う指導に対して、母親から内容に違いがあるとの声があがることがある。
今回、指導内容にどのような違いがあり、それはなぜなのかを抽出したの
で報告する。〈目的〉NICU・GCUと当病棟との育児練習指導の違いとそ
の内容を明らかにする。〈方法〉アンケート調査：沐浴と授乳の指導につ
いてNICUと当病棟の看護スタッフ、育児練習入院となった母親〈結果〉
当病棟とNICUの指導内容の違いを沐浴と授乳に限定して調査した。
NICUでは手順に重きが置かれて指導をしていることがわかった。当病
棟では各家庭環境に応じた指導を行っている事がわかった。具体的に授
乳については、NICUではミルクは作られているものを母親に渡し、授乳
の指導を行うことが重点となっており、片付けは看護師が行っている。病
棟は哺乳瓶の準備からミルクの作成、消毒、片付けまでの一連の行動を指
導していることがわかった。沐浴については、当病棟ではお湯の準備、温
度の加減から、赤ちゃんが着る洋服のセットまで母親に準備を行っても
らっている。一方NICUでは沐浴を行い洋服を着せるまでであった。この
違いが母親らに異なる感覚を持たせているのかもしれない。したがって
今後はNICU・GCUと当病棟と育児練習について密に連携をとり互いに
の病棟の役割を明確にして、母親らにきちんと説明していくことが必要
であると考える。
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P2-57-3 ポストNICU病床における保育活動の実践経
験

○
ふ じ た の り こ

藤田 典子1、大塚 克洋1、須内 留美子1、西田 益三1、
廣瀬 沙矢香1、若山 佐智子1、寺田 恭子1、坂本 真布1、
吉岡 恭一1、矢野 喜昭2、濱田 智子2、松田 俊二2

NHO 愛媛医療センター 療育指導室1、NHO 愛媛医療センター 小児科2

【はじめに】出産後、新生児集中治療管理室（NICU）に 1年以上入院して
いる幼児の増加が問題となる中、平成 25 年 7 月、愛媛県内初となる「ポ
ストNICU病床」が当院に開設された。初めて受入れた幼児に対し、NICU
では提供されてこなかった保育に取組み、成長がみられたので報告する。
【目的】ポストNICU病床における保育の意義について検討する。【対象と
方法】A君、男児。受入れ時 0歳 8ヵ月。脳性麻痺、発達遅滞、重症新生
児仮死後遺症。発達年齢：運動 0ヵ月、対人関係 1ヵ月、言語理解 1ヵ月。
週 5日、11 : 30～12 : 00 の 1 日 30 分の保育計画を立案し、重症心身障害病
棟担当の保育士が日替わりで実施した。【経過と考察】入院後 12 日目より
保育を開始した。開始時、生活のリズムが不規則で、保育中に一度も覚醒
しない日や半覚醒の日が度々あった。また、体に触れると緊張の亢進が頻
繁にみられた。そのため、様々な刺激に慣れ、生活のリズムを形成してい
くことを目標として、優しく体に触れ、声かけ、歌いかけ等から保育を始
めた。保育を継続する過程で、次第に覚醒している日が増え、開始から 4
週目あたりからは、体の緊張が和らいでいく時間が多く見られるように
なった。また、音や感覚刺激に対する反応は開始時にはほとんど観察でき
なかったが、歌いかけに対する開眼や、手遊び歌で表情の変化が見られ始
めた。アタッチメントが形成されつつあると考えられた。【結論】新生児
期から母親と離れNICU等で過ごす乳幼児にとって、愛着形成や感情表
出等への働きかけ、生活リズムの形成は重要と考える。年齢と発達状況に
応じた保育の介入は発達促進に重要であると考えられた。

P2-57-4 新生児における体圧分散マットレスの有効性
の検討～保育器用マットレス・体圧分散マッ
トレスと寝具の関係を比較して～

○
やまかわ み さ き

山川 実咲1、天坪 歩美1、上田 奈々1、眞田 正世2

NHO 長良医療センター NICU1、NHO 長良医療センター 看護部長室2

【はじめに】当NICUでは、児の状態に応じてマットレスと寝具の種類を
選択している。そこで、実際にどの程度使用する寝具やマットレスの種類
によって体圧に変化は出るのか模型人形を使用し、体圧分布測定器を用
いて比較した。体圧の少ないマットレスと寝具を見出したため報告する。
【目的】体圧の少ないマットレスと寝具を明らかにする。
【方法】1000g と 2300g それぞれの模型人形と 3種類のマットレス・3種
類の寝具を使用し体圧分布測定器にて測定する。仰臥位時の後頭部・仙
骨部、腹臥位時の前額部・膝関節の体圧をそれぞれ 3回測定し平均値を
割り出す。
【成績・考察】保育器用マットレスと体圧分散マットレスとの比較では、
1000g・2300g の人形共に体圧分散マットレス使用例の方が平均して
0.9～2.7mmHg体圧分散マットレスの方がかかる体圧は少なかった。ソフ
トナースとニキュマットの比較では、平均して 1～2.9mmHgニキュマッ
トの方がかかる体圧は少なかった。今回の結果では 1000g の人形を使用
した場合ではシーツとベビーズシーツの 2種類の寝具どちらを使用した
場合でも平均 1～1.2mmHgと大きな差は見られなかった。ただし、今回の
研究では人形を使用しており、実際の新生児で同様の結果が得られると
は限らない。そのため、この結果を踏まえ今後さらに実際の新生児でも検
討していく必要がある。
【結論】1、3種類のマットレスを比較すると、ニキュマットが最もかかる
体圧は少なかった。2、体重 1000g の模型人形の場合、寝具を比較すると
かかる体圧に大きな変化は見られなかった。

P2-57-5 看護師の患児・家族への関わり方と今後の姿
勢

○
おちあい り さ

落合 里紗1、秋山 晴佳1、土屋 知世2、天野 ゆきの1

NHO 静岡医療センター 5西病棟1、国立長寿医療センター2

【はじめに】当病院は整形外科と小児科の混合病棟であることや、看護師
経験年数の浅い看護師が多いため、小児看護に対して喜びや戸惑いを感
じることが多かった。そのため、小児看護では看護師の経験年数によって
小児・家族との関わり方に差がでてくるのではないかと考えられたた
め、本研究をするに至った。【目的】看護師の患児・家族への関わり方と
今後の姿勢を明らかにする。【方法・対象】当病棟勤務者で調査期間中入
院した患児・家族と関わった看護師に質問用紙を記載してもらう。【結
果】有効回答数 17 例。1．経験年数の浅い看護師が多かった。対象患児は
乳幼児期が多かった。2．患児の反応として「泣く」が多かった。それに
対しての看護師の関わりは、声をかけながら対応することが多かった。家
族の反応は現状に不満を持っている発言があり、主治医に相談していた。
3．ポジティブやネガティブどちらに受け止めても、今後の姿勢として後
ろ向きに捉えることはなかった。【考察・結論】1．患児に対しての関わり
は、発達段階を考慮しながらケアなどを必要最低限にとどめ、声掛けを行
い患児の不安を少しでも取り除けるようにしていく。今後もこの様な対
応は続けていく必要がある。2．家族との関わりは、気持ちに寄り添いな
がら思いを傾聴していき、医師へ家族の意向や疑問などを伝えられるよ
うにする必要がある。3．看護師の今後の姿勢としては、患児・家族共に
関わった際にポジティブやネガティブどちらに受け止めても、後ろ向き
に捉えることはなかった。経験年数に関わらず、良い看護を提供したいと
いう気持ちは共通であり、今後の姿勢として前向きな姿勢が最も多く
なったと考えられる。

P2-57-6 母児分離となる母親への育児練習入院の効
果～1症例を通して～

○
い と う さ ち こ

伊藤 祥子、川村 陽子
NHO 長良医療センター 看護部

〈はじめに〉今回、34 週で胎盤早期剥離による緊急帝王切開を体験したA
氏が、母児分離を余儀なくされ、育児不安を抱え、十分な知識や技術も獲
得できないまま、退院することになった。その後、育児練習入院時にも、
やはり育児不安や、知識、技術が不十分であった。そこで今回、A氏への
個別性に応じた手技の指導をしたことにより、育児不安の軽減、技術不足
が解消され、退院することができたので、ここに報告する。〈方法〉1．期
間：育児練習入院中（A氏の産褥退院後 22 日目～7泊 8日）2．看護の実
際：A．育児手技指導B．育児不安に対する心理的サポート（傾聴、共感）
〈結果・考察〉A．育児手技指導については、A氏は育児練習入院当初、
自信を持って取り組んでいる様子であったが、次第に授乳方法やタイミ
ングなどの質問が増え、「この方法で上手くいくのかな」という発言も聞
かれるようになった。そのため、育児手技の中でも主として授乳に焦点を
当て、A氏の意向を尊重し、自己の授乳方法が確立するような助言・指導
を繰り返した。結果、「おっぱいに自信が出てきた」といった、肯定的な
発言が聞かれるようになった。B．育児不安に対する心理的サポートにつ
いては、頻回に訪室し、不安の表出ができるような環境づくり、傾聴共感
し、その都度問題を解決していった。結果、「頑張ります」といった前向
きな発言へと変化し、入院生活を終えることができた。母児分離を余儀な
くされた母親は知識や技術不足、育児不安を抱えたまま退院していくこ
とが多い。そのため、特に早期出産や母児分離となる母親に対して、育児
練習入院は重要であると考える。
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P2-57-7 母親の育児不足で入院となった発達障害児へ
の退院へ向けての介入

○
か わ ら よ し こ

川原 美子、宮本 真理、尾嶋 由紀、西川 貴浩、本家 一也
NHO 石川病院 看護課 アカシア病棟

【はじめに】母親が育児を十分に行えないため、栄養失調で保護されたA
君を一時保護として児童相談所を介し入院を受け入れた。胃瘻栄養で栄
養を改善しながら、摂食訓練をミキサー食から開始し、固形食が摂取可能
となり退院した症例について報告する。
【倫理的配慮】当院の倫理委員会より承認を得た。
【症例紹介】．対象：A君 2歳 染色体異常 知的障害 摂食障害で胃瘻
造設。入院期間：H26 年 2 月～5月。
【看護介入】1．摂食訓練：舌や下顎の運動はあるが、口腔周囲筋や嚥下力
が弱いため胃瘻栄養を併用し、入院 10 日目から昼のみミキサー食とし摂
食訓練を開始。2．生活訓練：挨拶や座位訓練。
【経過】1．ミキサー食の開始時は摂取中に咳嗽あり、途中で食べなくなり
2割摂取であったが継続し、入院 35 日目で 6～7割摂取できるようになり
昼・夕の 2食とした。その後入院 62 日目に全粥・キザミ食、72 日目で軟
飯・軟菜とし、徐々に 8割程度が摂取可能となった。入院 83 日目にレス
トランに出かけると、野菜スティックを自分で持って食べるなどの行動
が見られた。母親への介入は食事やスケジュールなどのパンフレットを
作成し説明した。母の希望にて入院 86 日間で退院となった。2．いただき
ます・ごちそうさまと言うと手を合わせることができ、自力の座位保持
が可能となった。
【考察】胃瘻栄養と摂食訓練を併用したことで、栄養状態の改善を図りな
がら、摂食機能を高めることができた。座位保持が可能になるなど、全身
の運動機能も改善したことで野菜など硬い固形食の咀嚼も可能となった
と考える。今後は在宅で障がい児のケアを行う母親へ積極的な介入を行
うことが地域、行政、医療に求められると考える。

P2-58-1 急性期病院における食育の取り組み～食事時
間は親子の愛情時間、会話の広がる食事を目指
します～

○
し み ず み ち よ

清水 三千代1、柴田 亜季1、安藤 翔治1、中山 美帆1、
野尻 正美3、尾上 泰弘2

NHO 小倉医療センター 栄養管理室1、NHO 小倉医療センター 小児科2、
NHO 小倉医療センター 看護部3

【背景】当院小児科は、北九州市の周産期母子医療センターと 2次救急体
制の役割を担う一般小児 35 床と成育医療センターの新生児部門 30 床の
急性期病院である。平均在院日数は 7日と短いが、保護者から入院食への
改善要望が寄せられていた。病棟スタッフからも「美味しい入院食」への
改善要望が寄せられていた。【目的】1『親子の会話の広がる食事』となる
こと、2提供した食事を通じて、成人病予防の観点から幼児期に学ぶべき
食事・食材についての知識を保護者が認知できる、3企画立案実施を管理
栄養士臨地実習生が担当し、幼児期の食事提供、食教育の重要性を学ぶこ
と【方法】管理栄養士臨地実習生が食育テーマを基に献立立案、試作を行
う。当院管理栄養士が加筆修正を行い当日の調理、提供に望む。当日は食
育テーマに合わせたリーフレット、ランチョンマット、アンケート用紙を
配布し、食育と食事の評価を付添者が行う。【成績】アンケート回収率
（第一回「旬を食べよう」33％：3�9 人中、第二回「良く噛む子を目指そう」
0％：0�4 人中、第三回「薄味で美味しく食べよう」53％：8�15 人中）対
象者は、平均年齢 2歳 6ヶ月・在院日数は 1週間未満が 63％を占めた。
アンケートにおいては、食育テーマ、食事内容ともに大変よい・よいが
100％を占めた。食育メニューを食べた子どもの反応についての項目では
「よろこんで食べた」が 90％を占めた。【結論】アンケートについては回
収率が低かったため回収方法が課題となったが、今回食育の取り組みを
行う事で目的は達成できたと考える。今後も『食事時間は親子の愛情時
間、会話の広がる食事を目指します』をテーマにより良い食事提供を目指
していきたい。

P2-58-2 体重増加不良児の退院に向けてのソーシャル
ワーカーの役割―誰がどのように関わってい
くことが必要なのか―

○
みやざわ は る な

宮沢 春奈1、山本 理紗2、小林 和代1、植竹 日奈2、
吉川 健太郎3、石田 修一3

NHO まつもと医療センター 松本病院 相談支援センター1、
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 相談支援センター2、
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 小児科3

哺乳不良、体重増加不良により入院した乳児の退院支援において、発育が
難しい子ども達を多くの人で見守り、サポートできる環境を作る必要性
がある。ソーシャルワーカー（以下 SWr）が関わって有効に社会資源を活
用したサポート体制を作った症例を報告する。【症例 1】4ヶ月の女児。入
院 1週間後、経鼻経管による栄養注入を開始。退院の準備として、相談し
注入方法等の指導を行った。指導の中で今後も母親自身への継続された
指導や相談相手が必要であると判断されたため、SWrより訪問看護の導
入を提案し、保健師、訪問看護師とのカンファレンスを設定した。退院後
も活用できるよう育児パンフレットを作成することを話し合いで決め
た。【症例 2】6ヶ月の男児。入院 2週間後、経鼻経管からの栄養注入を開
始。退院の準備として SWrの提案により院内外泊（スタッフ見守りの中
で母親がケアをする方法）と保健師、訪問看護師とのカンファレンスを
行った。カンファレンス時に母親に訪問看護師から授乳方法の指導を行
うと、これから自宅に知らない人が訪問することに抵抗感があった母親
も訪問看護師と顔を合わせたことで安心し、抵抗が少なくなったとの話
があった。今後もリハビリと各在宅スタッフの訪問を継続することとし
退院となった。【考察】これらの症例おいては、母親とだけでなく院内ス
タッフ、在宅スタッフを含めた話し合う場を設定したことで、様々な人の
意見が混ざり合い、より良いサポート体制を作ることができたと思われ
る。誰がどのように関わっていくことが子ども達にとって必要なのかを
評価し、話し合う場を提供することは SWrの役割として重要であると考
えられた。

P2-58-3 家庭及び学校でコミュニケーションに支障を
呈し「孤立」した小6男児の成長に寄り添う～
児童指導員としての役割を考える～

○
や わ た きょうへい

矢幡 京兵
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 療育指導室

【はじめに】筆者は当院小児科病棟において、小児慢性疾患児の生活指導
等を担当する児童指導員として勤務しており、本件では不安神経症及び
アスペルガー症候群にて入院した患児に対し、児童指導員の関わりが患
児にどのような影響があったのか検討したので報告する。【目的】不信感
を持つことなく人と接し、安心してコミュニケーションをとることがで
きる。【経過】第一期：信頼関係形成の取り組み患児の好む工作活動等を
中心に行った。活動に対する患児のこだわりを受け入れつつ、コミュニ
ケーションをとることで信頼関係を深めた。第二期：課題への取り組み
隣接している寿台養護学校で登校練習を開始した。患児の学校に対する
抵抗は大きかったが、患児の気持ちを支持的に受け入れ、励ましながら登
校を促した。第三期：本人の希望で週に一時間のみ原籍校への登校練習
を開始した。卒業へ向けて不安が強い患児を励ましながら関わり、無事に
卒業を迎えた。【考察】当院入院時は、周囲への不信感が強く、人と関わ
ることが難しい状態であったが、児童指導員との工作活動や病棟スタッ
フとのコミュニケーションを通じて、日常生活の中で自分が評価される、
認められる体験ができたこと、自分の不満や不安な気持ちが肯定的に受
け入れられたことが、本児の人に対する不信感を緩和させたのではない
かと考える。児童指導員として慢性疾患児と関っていく中でこのような
子ども達の気持ちを受け入れつつ、子ども達の心のよりどころとなる環
境作りを行うことは重要であると考えた。
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P2-58-4 小児慢性病棟の謎めく患者さんたちとの関わ
り

○
こうきつ ひでたか

纐纈 英貴1、灰田 好一1、浜谷 美紀1、滝澤 昇2、山下 富子2、
西本 智也3、高橋 久子3、片岡 孝3

NHO 富山病院 療育指導室1、NHO 富山病院 小児科2、
NHO 富山病院 看護課3

当院小児慢性病棟入院患者さんの病態の移り変わりを大きく見ると、10
数年前は不登校児、その後不登校の中に虐待児が多く見られるようにな
り、近年では発達障害の子どもが増えてきました。家庭に問題を抱えてい
る子ども、心理的な影響で症状が現れてきた子ども、もともとの病気とし
ての症状を持っている子ども。病気の原因が様々なら表現される行動も
いろいろで謎めいております。
このようにいろいろな症状を持つ患者さんが入院してくる中で、治療を
請け負う私どもはどのように観察し、どのように捉え、どうやってその人
たちと信頼関係を結び治療環境を整えていけばよいのか悩むことがよく
あります。条件反射で患者さんに無理解な注意を入れてしまい、さらなる
混乱や関係悪化をおこすこともあります。
今回は小児慢性病棟に勤務する職員として患者さんとの関わりにおける
基本的な部分で心得ておくべきことを改めて振り返り整理してみようと
思います。
まず入院してきた患者さんをどのように観察していけばよいか。小児慢
性病棟特有の観察ポイントを確認していきます。さらに日々の観察もあ
れば心理検査などを通した観察もあります。どのような内容、考え方が必
要なのか。実際に検査結果を例にあげながら見ていきます。
次に入院生活の中では患者さんのいわゆる問題行動というものに関わる
時、この問題行動に対してどのように向きあうべきか、どのように解釈す
べきか。我々にとっては問題行動でも患者さんたちにとってはどうなの
でしょうか。表現する側と受け取る側の考え方、思いの違いについて考え
ていきます。
まとめとしては患者さんへ関わる者の心得を私なりに結論付けてみたい
と思います。

P2-58-5 先天性左前腕欠損児の成長に合わせた跳び箱
用義手の提供

○
わたなべ り か

渡邊 理加1、大塚 彰2

NHO 福山医療センター リハビリテーション科1、
県立広島大学 保健福祉学部 理学療法学科2

【はじめに】先天性上肢欠損児は日常生活に必要な動作を無意識のうちに
獲得することが多い。一方小学校では跳び箱動作が学習指導要領に盛り
込まれ，両手動作が必要となる。そこで先天性前腕欠損児に対して跳び箱
用義手を提供することで，片手では困難な動作の獲得を目指すこととし
た。【対象】先天性左前腕欠損女児 1名（5歳，身長 120cm，体重 15kg）。
【方法】跳び箱用義手を作製，提供した後，児と母親に対してアンケート
を実施した。また，Force Plate 上に固定された跳び箱（W25×D35×H
30cm）を用いて動作が安定するまで開脚跳びの練習を行い，7歳の健常児
1名（身長 130cm，体重 27kg）との比較を行った。【結果】義手提供後の
アンケート結果から児が動作獲得に向け意欲的に取り組む様子が伺え
た。跳び箱動作は両上肢での体重支持と大きな跳躍動作が確認されたが、
臀部が跳び箱に着いてしまい、跳び箱を跳び越こすには至らなかった。
Force Plate の波形を健常児と比較すると，欠損児は跳び箱への着手に必
要な体重支持成分と前方制動成分が健常児より低値を示した。また体重
支持成分と前方制動成分の出現パターンが健常児とは異なっており、欠
損児は重心制御と体重支持が十分に出来ていないことが明らかになっ
た。【考察】義手の提供は跳躍姿勢の改善に繋がった。またアンケート結
果も前向きな回答であり，運動意欲の向上にも有効だったと考える。しか
し，重心制御や体重支持が十分にできておらず，跳び箱動作に必要なバラ
ンス能力や筋力も不十分だった可能性も示唆された。今後は義手の改良
に加え，着手技能の向上を図る運動プログラムの検討などフォローアッ
プを継続することが必要と考える。

P2-58-6 思春期病棟の卒業に向けての服薬支援の取り
組み

○
ひるたに ま き こ

蛭谷 牧子、座光寺 伸幸、中瀧 由美子、高橋 忍、滝澤 昇
NHO 富山病院 薬剤科

【目的】患者の退院後の服薬は自己管理できることが望ましい。患者の理
解力に応じた指導を行い退院後も服薬が継続できるよう支援するため
に、服薬訓練用のアルゴリズムを作成し、その評価を行った。
【対象と方法】思春期病棟に入院中で支援学校を卒業予定の生徒のうち、
主治医が自己管理可能と認めた患者（6名）を対象とし 1：初回のみ、服
薬理解能力判定試験（RCS）を用いて評価する 2 : RCS の結果からアルゴ
リズムに則り配薬を行う 3：薬に対する調査表（DAI�10）での服薬態度の
評価と服薬指導アンケート（4件法）での理解度の調査をステップの各段
階で行う。
【結果】1の結果は 10 点 4 名、9点 1 名、6点 1 名と、服薬理解能力にやや
差がみられたが、低得点者の薬剤の種類が少なかったことより全員がア
ルゴリズムの最速コースでの開始となった。3の結果は全員が初回やや高
く 2回目に低下した。2回目の前後に服薬忘れが 5回（3名）あったが、
その後は無く退院時の値は上昇していた。ただ卒業 1ヶ月前に急遽開始
した 1名は、退院時が 2回目となり低下していた。最後は全員が自己管理
可能となって退院した。
【考察】患者は受身的な服薬から自己管理へと変わることで、退院に一歩
近づいたと思えるのか開始前の期待が大きく、それが初回の高値となっ
て現れたと考える。また、服用忘れがあったことなどから慣れや戸惑いが
2回目の低下の要因と思われる。
【結論】患者をRCS判定で振り分けたアルゴリズムでの服薬支援は、ほぼ
有効と思われる。ただ患者に慣れや戸惑いが起こらないよう、スタッフ全
員での観察や声かけが重要と考える。今年度もアルゴリズムを活用し、評
価、修正を行っていく。

P2-58-7 病棟の行事「ハロウィン回診」について

○
し ば た ゆ う こ

柴田 優子1、渡辺 恭子2、尾上 泰弘2、山下 博徳3

NHO 小倉医療センター 小児科 保育士1、
NHO 小倉医療センター 小児科2、NHO 小倉医療センター 統括診療部長3

【はじめに】ハロウィン回診とは、2009 年より当院小児病棟で実施してい
る行事の 1つである。ハロウィンの各々の家を回る習慣にかけて、回診の
時に、医師・患児共に仮装し、回診後に一緒に写真撮影し、プレゼントを
配る内容となっている。こども医療センターに入院している全患児を対
象に 10 月末に実施しており、スタッフ・患児ともに楽しみにしている。
【方法】導入から 5年間を振り返り、メリットや問題点を検討した。【結果】
1）効果 a．回診という日常業務の中にイベントをいれることで、他の行
事に比べてスタッフが手軽に参加することができた。b．医師・患児がい
つもと違う格好のため、親子での会話のきっかけになった。c．回診のた
め、重症児や感染症の患者も参加することができた。d．地元テレビ局等
のメディアがきたことで、対外的にも小児病棟の雰囲気を伝えることが
できた。2）課題 a．保育士のみで企画・運営を行うため、他の医療スタッ
フが企画・運営に参加することが少なかった。b．回診のため、看護師が
担当者しか参加できなかった。【考察】ハロウィン回診を行うことで、小
児科医師ほぼ全員が参加でき、患者との距離が縮まり、いつもと違う雰囲
気の病棟になることで、患児の入院生活の質の向上が考えられた。【まと
め】今後も小児急性期病棟の保育の充実を図り、もっと医療スタッフがさ
らに手軽に参加できる行事を考えていきたい。
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P2-59-1 幼児期・小児期の筋ジストロフィー外来患者
の家族交流会―リハビリ担当者としての関わ
りによる家族支援方法の検討―

○
ひらおか つかさ

平岡 司1、猪爪 陽子1、大島 弘子1、坂詰 由佳1、小山 登美子2、
高橋 真喜彦3、青木 可奈1、木下 悟4、中島 孝5

NHO 新潟病院 リハビリテーション科1、NHO 新潟病院 地域医療連携室2、
NHO 新潟病院 療育指導室3、NHO 新潟病院 小児科4、
NHO 新潟病院 副院長5

【はじめに】幼児期に筋ジストロフィーと診断された患者の家族は子育て
の不安に加え、病気に対する不安も強い。また、希少疾患のため小学校入
学時に学校等と情報共有がなされにくい。今回、情報交換・不安軽減を目
的に小学校入学前後の筋ジストロフィー外来患者の家族交流会を 1年に
渡り開催し、より適切な家族支援の方法について検討した。【対象および
方法】対象は小学校入学前後の筋ジストロフィー外来患者の親 11 名（6
家族）。交流会は休日午前に年 4回開催。交流会にはリハビリ担当者が同
席し、子供は別室で他のスタッフと安全に過ごせるようにした。交流会後
にアンケートを行い、家族間・リハビリ担当者間で共有し、院内の関連ス
タッフに報告会を行った。【結果】交流会中は親同士が悩みを打明け、助
言し合う場面が見られた。交流会後には学校側とのやり取りや日常生活
での課題等について参加家族とリハビリ担当者で情報共有が出来た。交
流会以外でも家族同士で情報交換や相談場面が見られた。参加率は平均
91.7％、アンケート回収率は 100％であった。【考察】筋ジストロフィーは
遺伝性希少疾患であり、家族は親族・友人や地域の人など周りに知られ
ないよう誰にも相談せず悩みや不安を多く抱えている。今回、同一グルー
プに対して交流会を行い、少しずつ家族同士が支え合う環境を作ること
が出来た。また、交流会後の様子を家族とリハビリ担当者で情報共有する
場面や交流会の報告会を通して医師・メディカルソーシャルワーカー・
臨床心理士ら多職種と連携を深めるきっかけとなった。今後の課題とし
て、より早期から多職種で患者家族との関わりを持ち、いつでも誰にでも
相談しやすい環境づくりが必要である。

P2-59-2 筋ジストロフィー患者に対するセッティング
時間を大幅に短縮したタッチスイッチの改良

○
はやかわ た つ お

早川 竜生1、大島 弘子1、渡部 雅也2、小田 良子3、中島 孝4

NHO 新潟病院 リハビリテーション科1、NHO 新潟病院 医療安全管理室2、
NHO 新潟病院 看護部3、NHO 新潟病院 副院長4

【目的】筋ジストロフィー患者は筋力低下により手指等の操作性が低下す
ると本人用にカスタマイズされたスイッチが機器操作に不可欠となる
が、入力の快適性を損なわぬよう、個別に調整する必要がある。しかし個
別性が高い為に援助者に対しセッティングスキルを要求し、長時間を要
したり、すぐに再調整が必要となり易く、病院業務全体への影響が大き
い。この問題解決の為に新たなタッチスイッチを検討した。【方法】スイッ
チのセッティング、ずれ易さに問題のあるデュシェンヌ型筋ジストロ
フィー患者 2名（上肢運動機能障害度分類 stage12）を対象にした。マイ
クロスイッチから、改良タッチスイッチ（センサー部金属端を鉄製のネジ
とスペーサーに変更）を導入し、位置調整はセンサー部のネジにて行うよ
うにした。操作部位、固定方法はマイクロスイッチとほぼ同様にし、装着
時間について比較した。装着者はベテラン病棟看護職員、定期的に関わる
リハスタッフ、装着未経験の看護職員の 3名で行った。【結果】患者 2
名スイッチ変更にて平均装着時間が短縮した（患者 a93 秒→37 秒。b50
秒→29 秒）。未経験職員は装着時間が半分以下に、リハスタッフ、ベテラ
ンも短縮できた。また患者の口頭指示量が減少した。【考察】スイッチの
セッティングでは操作部とスイッチとの距離を如何に最適にするかが重
要である。マイクロスイッチではスイッチが固定され、微調整には固定法
やクッションの置き方をかえるという曖昧で感覚的な方法しかなく、経
験が要求され、患者の口頭指示も多かった。今回の方法ではそれらを最小
限にし、固定したままセンサーの位置を調整可能にしたことで不慣れな
者でも容易に装着できたと考えられる。

P2-59-3 敗血症性ショック後に無気肺・重症虚血下肢
を呈したALSの一例

○
しょうじ たくろう

庄子 拓良1、玉田 良樹1、足立 里英1、吾妻 導人1、嶋 悠也1、
大久保 裕史1、奥津 良太1、竹内 悠2、酒匂 赤人2

国立国際医療研究センター国府台病院 統括診療部門理学療法室1、
国立国際医療研究センター国府台病院 総合内科2

【はじめに】敗血症性ショック後に無気肺・重症虚血下肢を呈し，極めて
全身状態が不良なALS患者を担当した．無気肺に対して呼吸リハビリ
テーション（以下，呼吸リハ）を中心に介入し，呼吸器合併症の改善と予
防がなされ，車椅子乗車が可能となった症例を以下に報告する．【症例紹
介】60 歳代男性．ALSを 2007 年に発症し，2008 年 11 月より気管切開・
人工呼吸器管理となった．診断名：敗血症性ショック，高血糖高浸透圧症
候群，重症虚血下肢，右無気肺，現病歴：2013�10�23 訪問医往診時に意識
レベル低下が認められた．翌日の採血結果より高血糖，高度脱水を認め，
当院に救急搬送．同日入院となった．【説明と同意】本発表に際しては，
説明と同意を本人・家族より得た．【初期評価】ALSFRS�R1 点，表出は
文字盤で単語レベル．一回換気量 500ml，聴診上，右肺 air 入りなく coarse
crackle が聴取された，視診では両膝関節周囲から足部にかけて暗赤黒
色．【経過】2013�11�13 理学療法介入開始（体位ドレナージ，HFCWO
を実施）．11�15 カフアシスト開始，2014�2�24 在宅用呼吸器に変更，3�6
車椅子乗車【最終評価】ALSFRS�R1 点，15 分間文字盤での会話可能．カ
フアシスト後の一回換気量 600ml．聴診上，両肺野 air 入りあり．視診で
は，両下腿から足部にかけて黒色壊死．車椅子乗車 30 分可能．乗車後，
気分転換になったと意思表出があった．【考察】本症例は全身状態が極め
て不良であったが，呼吸リハを実施したことにより呼吸器関連疾患を予
防することができた．さらに，呼吸状態が安定した事で車椅子乗車も可能
となり，長引く入院生活においてリハビリが気分転換を兼ねるように
なった．本症例のような重症例であっても積極的なリハビリテーション
を行う事は有用であると考える．

P2-59-4 機械的咳介助装置を用いて呼吸機能が改善し
た筋強直性ジストロフィー1例について

○
お お と けいすけ

大戸 恵介2、野沢 未央1、鴨下 周平1、内海 葉月1、加藤 友記1、
高久 藍子1、丸山 昭彦1、西森 太郎1、上戸 和樹1、林 亜矢子1、
三室 ゆみ子1、菅野 理恵1、荒巻 晴道1、阿部 達哉2

NHO 箱根病院 リハビリテーション科1、NHO 箱根病院 神経内科2

【はじめに】筋強直性ジストロフィー（MyD）は認知機能低下や疾病理解
が乏しいため、呼吸状態が低下しても呼吸苦を訴えることが少なく、呼吸
理学療法（RT）に消極的である事を多く経験する。今回、MyD患者に機
械的咳介助装置（MAC）を用いてRTの有用性について検討した。【症例
紹介】症例は 23 年前にMyDを発症した 40 歳代の女性である。平成 11
年から長期療養を目的に当院に入院している。平成 23 年重症肺炎を併発
したことがある。現在、日中はBed up 坐位にてTVを観ながら過ごし、
夜間就眠中はNPPVを装着している。理学療法として徒手的呼吸介助や、
胸郭ストレッチ、排痰訓練を行ってきた。【方法】MACは 1週間に 2～3
回の頻度で 12 週間使用した。実施期間中は徒手的呼吸理学療法を実施し
なかった。MACの圧設定は±30cmH2O。吸気、呼気、休息時間は 1 : 1 :
1.5 秒にて実施した。効果判定として毎週 1回MAC使用前にTV、MIC、
PCFの測定を行った。また実施期間前後に胸部X線写真、呼吸機能検査
を行った。【結果】TV、PCFは僅かな上昇であったが、MICは上昇した。
呼吸機能検査ではVC、IC、ERVが上昇した事によりRVの減少が予測さ
れる。またMAC実施後、自力で排痰が可能になった。胸部X線写真にて
無気肺が改善した。【考察】MICが上昇した要因は胸郭可動域や肺の伸張
性が改善と患者が声門閉鎖の技術を獲得した事が考えられる。またVC、
IC、ERVが上昇した事によりRVの減少が予測される事からも胸郭可動
域や肺の伸張性が改善したといえる。また、MACにより排痰が促進され
胸部X線写真上の無気肺が改善したと考える。本例は、MACが咳介助だ
けでなく呼吸機能を改善させる役割も果たすことを示したと考えた。



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

764 Yokohama, November 14-15, 2014

P2-59-5 ベッドサイド嚥下障害スクリーニング検査は
パーキンソン病の肺炎発症を予測する

○
お ぎ の と も お

荻野 智雄1、冨田 聡2,3、大江田 知子3、小國 由紀1、森 静香1、
飯高 玄1、金原 晴香1、村上 紗奈美1、田原 将行2,3、澤田 秀幸3

NHO 宇多野病院 リハビリテーション科1、NHO 宇多野病院 神経内科2、
NHO 宇多野病院 臨床研究部3

【目的】
パーキンソン病（PD）では，誤嚥性肺炎が最も多い死因の一つである。
肺炎発症のリスクを把握し予防することは，PDの生命予後改善に重要で
ある．本研究では，ベッドサイドで簡便に用いることのできる嚥下障害ス
クリーニング検査が，PD患者の肺炎発症予測に有用であるかを検討し
た。
【対象と方法】
対象は，2011 年 1 月から 2013 年 11 月の間に当院で嚥下スクリーニング
検査を実施した PD患者 314 例のうち，検査時まで肺炎の既往がなく，検
査後 6か月間観察できた 130 例（男性 85 例、平均年齢 73.8±7.9 歳）．嚥
下障害スクリーニング検査として，（1）反復唾液嚥下テスト（RSST），
（2）改訂水飲みテスト，（3）発話明瞭度（伊藤 1993），（4）咽頭反射の有
無，（5）摂食・嚥下障害の臨床的重症度分類（DSS：才藤ら 1999）につい
て検討した．主要評価項目は，初回の肺炎発症とし，観察期間は検査後 6
か月間とした．＜検討 1＞（1）～（5）のスコアの中央値で 2群に分け，
肺炎発症をエンドポイントとして，生存分析を用いて検討した．＜検討
2＞Cox 比例ハザードモデルを用いて，年齢・性別・罹病期間・ヤール重
症度分類で調整した，肺炎発症に関するハザード比を，（1）～（5）のそ
れぞれで算出した．
【結果】
＜結果 1＞RSSTが 2 回以下，発話明瞭度が 2.5 以上，DSSが 4 以下の群
で，有意に早期に肺炎を発症した．（log rank P＝0.009，P＝0,009，P＜
0.0001）
＜検討 2＞DSS がもっとも有意に早期の肺炎発症に関連していた．（P＝
0.009，調整ハザード比 1.78，95％信頼区間 1.16－2.77）
【結論】
嚥下障害スクリーニング検査は，PD患者の早期の誤嚥性肺炎発症の予測
に有用であり，そのうち特にDSSが有用であると考えられた．

P2-59-6 緩徐なステップアップで意識変容を促し、経口
摂取が可能となった筋萎縮性側索硬化症の一
症例

○
たかばたけ ゆ り

高畑 友里1,2,3、有吉 希充恵1、大石 廣1、麓 直浩2、赤木 博文3

NHO 南岡山医療センター リハビリテーション科1、
NHO 南岡山医療センター 神経内科2、
NHO 南岡山医療センター 耳鼻咽喉科3

【はじめに】誤嚥性肺炎により経鼻経管栄養となっていたが，意識変容に
より経口摂取可能となった筋萎縮性側索硬化症（以下ALS）患者の症例を
経験したので報告する．
【症例】70 代男性，ALS．転院時は経鼻経管栄養．改訂水飲みテスト判定
4．お粥が食べたいとの希望あり．
【経過】初回評価時，自身の嚥下機能の理解乏しく経口摂取への思いが強
いため，誤嚥リスクのある食形態・食べ方を要求していた．誤嚥性肺炎は
安全な食べ方への理解の無さが原因と考えられた．そのため，一口量・速
度等の食べ方の指導を徹底し，食形態アップの際には必ず嚥下内視鏡検
査（以下VE）、嚥下造影検査（以下VF）を行って慎重に検討．入院 2
週目，VFにて誤嚥なし，複数回嚥下で咽頭残留クリア．ST介助で直接訓
練（ゼリー）と食べ方の指導実施．入院 12 週目，VEにて昼のみゼリー食
摂取可能と判断．看護師介助で食事開始．食べにくさに関する発言あり．
入院 20 週目，VEにてNGチューブの影響で全粥咽頭残留あり．ゼリー食
1日 3食にし，入院 21 週目 NGチューブ抜去．入院 27 週目，全粥・ミン
チ食開始．自身の食べ方を振り返る場面あり．現在，経口摂取のみ全粥・
ミンチ食を継続中．
【考察】時間をかけ指導を徹底する事で食べ方に対する意識を変化させ，
食形態アップする度にVE・VFで客観的に評価することで誤嚥リスク
を下げる事が出来たと考える．着実に食形態アップする事で本患の不満
も解消され助言を受け入れやすくなっている．
【まとめ】誤嚥性肺炎の原因が病状の進行によるものか他の要因によるも
のかを見極め、適切にアプローチする事で進行性疾患でも経口摂取再開
しQOL向上に寄与できる可能性があることが示唆された．

P2-59-7 徳島病院における研究補助者の役割

○
ふじもと み き

藤本 美希、牧 由紀子、十河 正子、川村 和之、三ツ井 貴夫
NHO 徳島病院 臨床研究部

背景：徳島病院では、主に神経・筋疾患に関する臨床研究および基礎研
究を行っている。私の所属する臨床研究部では基礎研究として、パーキン
ソン病をはじめとした神経変性疾患の分子機序の研究を精力的に行って
いる。本会では、私が補佐として携わっている研究業務について報告す
る。対象と方法：1）遺伝子解析：遺伝性パーキンソン病が疑われる患者
について、パーキンおよびKlokin 1 遺伝子変異を検索した。当院へ受診、
あるいは紹介された患者末梢血よりDNAを分離し、両遺伝子の PCR
解析、ならびにシークエンス解析を行った。2）リアルタイム PCR：パー
キン遺伝子の転写調節因子を調べるために、まずパーキンmRNAの定量
をリアルタイム PCRで行った。3）ルシフェラーゼアッセイ：さらに転写
調節因子の活性を測定するためにルシフェラーゼアッセイも行った。結
果：PCRにて遺伝子解析を行った結果、346 症例中 12 症例で欠損が認め
られた。内訳はパーキン遺伝子の exon3 の欠損が 2例、exon4 欠損が 2
例、exon 3.4 欠損が 7例、exon10 欠損が 1例存在した。さらに klokin 1
遺伝子では、点変異 2例が認められた。また、技術講習会などに積極的に
参加したり、試薬業者のテクニカルサポートなども頻繁に活用しリアル
タイム PCR法やルシフェラーゼアッセイ技術によりパーキン遺伝子の
転写調節因子の解析が可能となった。結論：今後も技術向上に努め、最終
的にはパーキンソン病の病態の解明や新治療法の開発につながることを
期待したい。

P2-60-1 地域で一人暮らしがしたい～計画相談を利用
して退院した筋ジストロフィー患者の1症
例～

○
ばん り え

番 里絵1,2、富田 裕司1、戸田 麻綾1、林 沙織1、鈴木 晶子1、
水津 博2

NHO 長良医療センター 療育指導室1、NHO 長良医療センター 小児外科2

【はじめに】地域で生活したいとO氏は、地域で一人暮らしするためのノ
ウハウを障害者自身が体験・学習できる福祉ホームに入所を希望され
た。＜療養介護＞に加えて＜短期入所＞＜重度訪問介護＞の受給のため
のサービス等利用計画案（以下、計画相談と略す）を作成する指定特定相
談支援事業者を中心に＜サービス担当者会議＞を開催し、O氏が退院し
て地域生活に第一歩を踏み出すことができたので報告する。【方法】・期
間：平成 24 年 8 月～平成 26 年 3 月・対象：O氏 40 歳 デュシャンヌ
型 24 時間人工呼吸器使用（1）退院・地域移行に向けて各関係者との連
絡調整（2）家族、行政、指定特定事業所、福祉ホーム担当者との＜サー
ビス担当者会議＞の実施（3）退院後の在宅医療環境の整備（4）O氏の不
安や悩みの相談。得意とするパソコン＜絵手紙＞の個展実施。【経過と考
察】・指定特定相談事業所と連携し、必要と思われる部門へ連絡調整し
た。・福祉ホームへの体験：サービス担当者会議で試験外泊を計画した。
必要物品の確認、MEと看護課による呼吸器マニュアルの作成。会議には
行政担当者も出席し、公費支給決定の審査会への対応の打ち合わせを
行った。福祉ホーム職員数名が当院を訪問し、ケア場面の見学研修のあと
試験外泊を実施した。・試験外泊での問題点等の検討と退院後の在宅医
療関係の構築：かかりつけ医、訪問看護事業所の紹介、呼吸器の事故・メ
ンテナンスに備え業者もメンバーに加えた。・障害者に関わる各専門職
は知識・経験の豊かさ故、効率重視の傾向があるが、一人で生活できるス
キルを身につけるという福祉ホームの方針を尊重し、O氏自身で計画・
実施するように配慮をした。
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P2-60-2 美大生との共同企画によるワークショップ活
動報告「マイきゃらプロジェクト」を実施して

○
た か き い く こ

高木 育子、今井 雅由、福島 健、鈴木 志保子、日沼 寿子、
宮澤 絵里、柴 幸子、他 指導室一同

国立精神・神経医療研究センター病院 療育指導室

【はじめに】筋ジストロフィー疾患の方は、病状の進行に伴い生活の幅が
狭まることで活動意欲が低下し、他者や社会との繋がりも希薄になりが
ちである。そのため、QOLの向上を図るためには社会資源の開拓と活用
が重要となる。今回、平成 25 年 11 月に武蔵野美術大学視覚伝達デザイン
学科齋藤啓子教授より、学生が美術をテーマに地域支援を行う授業の一
環として活動の申込があり、学生と教員協力のもとワークショップを実
施したので報告する。【方法】期間：平成 25 年 1 月～3月の 3日間（企画・
準備期間は 11 月～12 月）。対象：10 代から 70 代までの筋ジストロ
フィー利用者 10 名で、会話でのコミュニケーションが可能であり、企画
に同意いただいた方。経過：利用者と学生の対話（自己紹介、共通点探し、
お気に入り紹介）から得られた言葉（思い、考え、好きな物、思い出等）
をキーワードとして、そこから連想されるイメージを学生がイラストを
描き視覚化し、利用者のオリジナルキャラクターを創作した。後日、披露
会で学生が作成した名刺とステッカーを利用者へプレゼントし、利用者
間で名刺交換を行った。キャラクター作成は 2回（各 1時間）、披露会は
1回（前半・後半各 30 分）、いずれも各回の参加人数は 5名とし、利用者
1名に学生 1名と療育指導室職員 1～2名が対応した。【結果】利用者から
は、「学生との会話が楽しかった」、「自分のキャラクターを作成してもら
い、プレゼントもいただけて嬉しかった」、「また参加したい」と、好評で
あった。【考察】美大生との創作活動のプロセスと、完成作品を共有する
喜びを感じ得た取り組みを今後も継続することで、利用者のQOLの向上
やコミュニケーションの促進に繋げたいと考える。

P2-60-3 筋ジストロフィー患者における成年後見制度
の利用について

○
た ぶ ち み ね こ

田渕 峰子、齊藤 健一
NHO 仙台西多賀病院 療育指導科

【はじめに】療養介護での入院契約は、20 歳以上は本人が病院と締結する。
ただし、本人の判断能力が不十分な場合は、成年後見制度により、後見人
（保佐人、補助人を含む）を選任し、成年後見人が入院契約を締結する必
要がある。
【目的】A病棟 39 名の成年後見人制度が必要な患者数を明らかにする。
【対象】A病棟 39 名。平均年齢：52 才。疾患別：MYD16 名、DMD13
名、LDMG5 名、FSH2 名、BMD1 名、DMRV1 名、ALS1 名。
【方法】1成年後見人制度で使用される知能検査・心理学検査について調
べる。2知能検査・心理学検査を用い、成年後見制度が必要な患者数を調
べる。3後見人、保佐人、補助人の役割から成年後見制度が必要な患者数
を調べる。
【結果・考察】1成年後見制度で使用されている知能検査・心理学検査に
は、WAIS�3 成人知能検査、田中ビネー知能検査、長谷川式簡易知能評価
スケール、柄澤式老人（精神）スケールがあった。2柄澤式老人（精神）ス
ケールを用いて測定したところ、軽度（＋1）7名、中等度（＋2）13 名、
高度（＋3）3名、最高度（＋4）4名となり計 27 名が成年後見制度の利用
対象者と考えられた。3補助の制度は、補助人に代理権または同意権を付
与することを目的とする制度であり、補助人に特定の法律行為を代理し
てもらったり、特定の法律行為をする上で補助人の同意を要するものと
する現実の必要性のある方が、補助の制度の対象者となる。柄澤式老人
（精神）スケール軽度（＋1）7名が補助の対象者と考えられ、A病棟の場
合は成年後見制度を利用する必要性はないと思われた。

P2-60-4 神経・筋疾患病棟における療育活動の効果に
関する考察

○
ほ ん ま たく

本間 拓、竹内 詩織
NHO 青森病院 診療部療育指導室

【問題と目的】神経・筋疾患療養介護病棟の入院患者は、日々の療養にお
いて居室または病棟内、病院内の活動に限られ、その生活は単調になりが
ちである。特に車椅子で生活することが困難な患者はほぼ 24 時間臥床状
態にあり、その行動範囲は極端に制限される。当該病棟の患者は、リハビ
リや療育活動の他は居室でTVや DVDを視聴することのみを日課とし
ている者が多い。療育指導室では、このような状態にある患者に対して、
QOLの向上を目的とした療育活動を実施している。しかしながら、療育
活動が患者に対してどの程度の効果を与えているか、という疑問に対し
て、明確な基準を持った評価を行うことはしてこなかった。本研究では、
日々の療育活動が患者のQOL向上にどの程度の効果を与えているかを
明らかにすることを目的として、患者らの精神状態（調子、あるいは気分）
を表す、5段階の表情マークを用い、療育活動の実施によって患者らの精
神状態にどの程度の変化が見られるかを記録・分析する。【方法】1）対象
青森病院南 2病棟（神経・筋疾患療養介護病棟）において療育活動に参加
している患者 2）方法日々の療育活動（個別�グループサークル、院内行事、
外出行事）の開始前�終了後に、対象患者にマークを提示し、精神状態の
平均、変化を調査、分析する。調査と記録は、児童指導員と保育士によっ
て行い、療育活動の個別記録へ記載する。3）期間 平成 26 年 5 月～10
月に実施した療育活動について、上記の調査を行う。

P2-60-5 独居スモン患者の療養状況：都会と地方の違
い

○
おおだいら か お り

大平 香織1、高田 博仁2、橋本 修二3、小長谷 正明4

NHO 青森病院 地域医療連携室1、NHO 青森病院 神経内科2、
藤田保健衛生大学 医学部 衛生学教室3、NHO 鈴鹿病院4

【目的】我々は独居スモン患者の現状について報告してきた。今回の検討
は居住地により独居患者の療養状況に違いがあるのかどうかを明らかに
することを目的とした。【方法】「スモンに関する調査研究班」全国データ
ベースにおいて、同意のあった 2012 年度受診者 730 人のうち、スモン現
状調査個人票（調査票）から独居の 192 例を抽出し、2010 年の国勢調査結
果に基づいて、人口 70 万人以上の大都市に在住の例を都会群、それ以外
に在住の例を地方群として 2群に分け、調査票の「身体状況」、「日常生
活」、「介護」に関する項目について比較検討した。【結果】独居者の占め
る割合は、全体で 27.8％（平均年齢 77.9 歳、女性 86.5％）、都会群が 32.3％、
地方群 26.1％と都会でやや多かった。「診察時の重症度」は両群同様だっ
たが、「Barthel Index」は地方でやや高い傾向がみられた。「日常生活」に
関しては、両群で大きな差は示されなかったが、地方に外出可能例が多い
傾向がみられた。「介護」については、“必要だが介護者がいない”例が都
会に多くみられた。「制度・サービスの利用」に関しては、地方群で利用
者の割合が低く、「介護保険」についても、地方における申請・利用率が
低い傾向がみられた。【結論】独居者の割合は年々増加しており、とりわ
け女性が多く、大都市でより多い傾向がみられた。日常生活動作では、両
群で大きな差はみられなかった。必要なのに介護者がいない例は都会に
多く、制度・福祉サービスの利用については、地方の方が利用率の低い傾
向を示した。独居スモン患者へのアプローチには、居住地区の特色も考慮
した対応が必要と考えられた。



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

766 Yokohama, November 14-15, 2014

P2-60-6 筋萎縮性側索硬化症の院内患者会が病初期の
患者・家族に与える影響

○
か と う ま み

加藤 麻美1、荻田 恵美子1、中村 和代2、吉山 容正1,3、
新井 公人3

NHO 千葉東病院 難病支援センター1、NHO 千葉東病院 看護部2、
NHO 千葉東病院 神経内科3

【背景】筋萎縮性側索硬化症（ALS）の患者会は地域の中で活発な活動を
している。しかし、より多くの情報を得たいと思いながらも、病気受容が
困難などの理由から患者会に参加できない場合もある。当院では、そのよ
うな病初期のALS患者・家族の心理支援を目的として、個別の関わりの
他に患者・家族会（サロン）を開催している。【目的】サロンへの参加が
病初期の患者・家族に与える影響について検討する。【対象・方法】対象
は 2010 年 7 月～2014 年 5 月に行った計 16 回サロンに参加した通院�入
院中のALS患者・家族のべ 202 名。開催ごとにアンケートを配布し、ア
ンケートとサロン開催後の面接の記録からサロンに関する内容を抽出し
質的に分析した。【結果】患者・家族ともに「同じ立場の人と話せてよかっ
た」「自分だけでないと感じた」「今後の療養の参考になった」という意見
が多くあり、集団療法での分かち合いや自己の再認識、知識の整理などの
効果がみられた。さらに参加者の中でも告知から間もない患者を持つ家
族からは、他の患者の話を聞くことで、患者本人の気持ちに想いを馳せた
り、参加をきっかけに家庭内で病気について話し合うことができた、地域
の患者会に参加したという発言も複数挙げられていた。【考察・結論】サ
ロンへの参加は、患者・家族の病気理解の促進や不安や孤独感の軽減に
繋がっていた。さらに、気丈に振る舞おうとしている病初期や告知後間も
ない患者への接し方に戸惑う家族にとっては、他の患者を通して患者本
人を捉えなおし、病気や患者に向き合うことに繋がっていると考えられ
た。サロンの開催は病初期の患者・家族にとって病気と向き合っていく
ための一助になると考えられる。

P2-61-1 認知症患者に対する園芸療法の試み～BPSD
の軽減を目指して～

○
み よ し ま き

三好 真希、山崎 智律子、桐木 真由美、前田 洋志、
柿島 ゆかり

NHO 北陸病院 看護課

【目的】当病棟の患者は夕方に帰宅要求・徘徊・患者間のトラブルが多く
見られ、ケアに応じることができない状態になる。そこで患者の興味・関
心がある活動として園芸療法を取り入れた。認知症の患者に園芸療法を
用いることで、BPSDが軽減することは先行研究にて検証されているが、
当病棟の重症度の高い認知症患者にBPSDの軽減や精神状態に変化が得
られるかを検証した。【対象・方法】対象は改訂長谷川式簡易知能評価ス
ケールの得点が 15 点以下であり、徘徊・帰宅要求などのBPSDを有する
患者 10 名に 5種類に限定した園芸活動を週 2回、1日 30 分を 10 日間実
施し淡路式園芸療法評価表（AHTAS）にて評価した。また、初回の活動
前と最終の活動後に看護師が患者に感じるケア負担度としてBPSD�AS
評価を行った。その結果をウィルコクソン符号順位和検定にて比較した。
【結果・考察】園芸活動の評価点数は、10 名中 2名の患者に高い評価を認
めた。これは患者の興味・関心のある 5種類の活動に限定したことが活
動の受け入れに効果として得られた結果と思われる。また、BPSD�AS
評価では BPSDの重症度・負担度ともに 10 名中 8名が減少し、ウィルコ
クソン符号順位和検定でも有意差を認めた。以上の結果より園芸療法は
職員の負担度と患者のBPSDの軽減に効果があったと言える。しかし、症
状の複雑さと対応の難しさを再認識し、BPSDが環境や患者の精神的・
身体的に影響を受けやすいことからBPSDの軽減は園芸療法の効果と断
定するには限界があると考える。【結論】1．園芸療法は重度の認知症高齢
者のBPSDの軽減に有効であった。2．園芸療法を通じて患者とのコミュ
ニケーションが深まり、職員が患者対応に感じる負担度の軽減に繋がっ
た。

P2-61-2 認知症高齢者のせん妄に対する援助―入院に
よる環境の変化に対して生活リズムを調整す
る―

○
こ な か な お こ

小中 直子、熊井 はる美、平間 康子、合田 瞬、野竹 恵美子
国立長寿医療研究センター 看護部

【はじめに】
これまでせん妄を起こした患者の対応に困ることがあり、発症に気づき
悪化させない援助を考えたいと思った。今回、患者に合った方法で生活リ
ズムを調整し、せん妄に対する援助につながったため報告する。
【研究対象】
80 歳代女性、アルツハイマー型認知症、入院時のニーチャム混乱・錯乱ス
ケール（J�NCS）は 26 点。
【研究方法】
せん妄についてのパンフレットを作成し家族に説明を行った。視覚から
昼夜の確認が出来るように朝・昼・夕に外をみて食事が摂れるようにし
た。担当看護師の写真カードをベッドサイドに設置した。日中に患者の好
む作業活動を行った。評価方法は J�NCSを用いて毎日 16 時に評価した。
睡眠状況は看護師の観察と起床時に患者に確認した。
【結果】
入院 2日目までは J�NCS26 点であったが日中の作業活動の介入後から
は概ね 27－29 点で経過した。言動から、作業活動に意欲的に取り組む様
子があった。全身状態の悪化もあり、せん妄を発症する危険性は高まって
いたが発症を最小限にすることができた。
【考察】
患者・家族から協力を得て、患者の好む作業の時間を取り入れることで
日中の刺激となった。J�NCS27－29 点で経過したのは、日中の活動を続け
ることで良質な睡眠につながり、一日のリズムを整えることが効果的で
あった。患者の性格・生活状況をふまえた作業内容を考えたことが満足
感となり意欲的に活動を続けることにつながったと考える。患者には
個々の生活背景や特徴があり、その人らしく過ごすことができるように
理解し、安心できる環境を整え不安を軽減することが、せん妄に対する援
助につながった。

P2-61-3 大腿骨頚部骨折で人工骨頭挿入術を施行した
患者への看護～理解力・判断力が低下した患
者への退院を見据えた指導方法～

○
に い み は づ き

新美 葉月、椎谷 雅子、横山 剛志、水野 伸枝
国立長寿医療研究センター 中2階病棟

【はじめに】人工骨頭挿入術を受けた高齢患者は、入院中に危険行動・せ
ん妄をおこし、転倒してしまうことで脱臼・再骨折する危険性が高い。ま
た退院しても転倒し、入院退院を繰り返している患者もいる。そこで、理
解力・判断力が低下した高齢患者には、どのような脱臼予防・生活指導
方法が効果的なのかを一事例を通して考察する。【対象】患者はA氏、79
歳、男性。現病歴は、右大腿骨頸部骨折で、人工骨頭挿入術を施行。既往
歴は、脳梗塞（右不全麻痺、失語、呂律困難あり）。受傷前は、杖をつい
て家中を行き来していた。妻と 2人暮らし。【結果】術後早期から、A
氏の癖や生活様式を考慮し、脱臼予防のパンフレットを作成し、本人と家
族に脱臼予防指導を行った。医師や理学療法士とも相談し、指導の方法を
評価修正しながら繰り返し指導を行った。しかし、初めの指導ではA
氏と妻、共に理解できていない様子だった。そこで、指導方法を修正し、
脱臼予防指導だけでなく健肢を上手につかった生活動作や、筋力強化す
るための運動方法などを中心に指導した。その結果、看護師がいないとこ
ろでもベッド上の運動を家族と実施しているなど、リハビリに対して積
極的な面も見られた。車椅子移乗などの生活動作は、パンフレットの絵を
みながら実際に看護師が関わることで、妻から前向きな言動があった。
【考察】家族とも多く関わることで、A氏の生活習慣を考慮したパンフ
レットを作成し指導を行えた。介護する家族が高齢者である場合、パンフ
レットで 1度説明するだけでは理解が難しいため、実際に見せて説明す
る、その時の反応をみて修正し、繰り返し説明することが大切だと考え
る。
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P2-61-4 手術室での認知症看護に対する行動・意識改
善のための取り組み

○
さ と う と も こ

佐藤 知子、石橋 直美、岩村 千幸、杉田 智美、永田 牧子、
山本 明子、山本 綾子、野中 たか子、宇佐美 真理、
深谷 美由紀、藤崎 浩太郎、近藤 由里子

国立長寿医療研究センター 看護部 手術室

【はじめに】高齢者は有病率が高く、手術を受ける患者は認知症を併発し
ていることがある。認知症患者は、手術室という環境におかれると混乱を
招き周辺症状が誘発され、そのため、看護師は患者の安全を第一に考え、
数人の看護師が話しかけ、抑制を行ったり、「○○しないでください」と
の対処をする現状であった。これらは認知症患者にとって混乱を招く状
況を作っていると考えられ、認知症患者の対応をまとめたポスターを作
成し、内容について手術室看護師に感想を聞き評価を行った。【方法】対
象：手術室看護師 11 名。 ポスターの 6項目について半構成面接とした。
【結果】認知症患者への対応に「苦手意識が減った」「自信が持てるように
なった」「わからない」などのさまざまの意見があった。【考察】「対応の方
法がわからない」など、「認知症看護は苦手」と看護師より聞かれていた
ことは、苦手意識のある看護師は患者に対して否定的な感情を持つこと
で、さらに患者の混乱状況を作り、看護援助を困難にしている。看護師は
環境の一部であり、看護師の感情が患者の心理に影響を与え、相互作用が
ある看護師と患者ではお互いに影響を与え合うこととなる。そのため物
理的環境を整えるだけではなく、看護師は患者に信頼と敬意を持ち状況
を認知し共感的態度で接することが大切であると考える。手術室でも魔
の 3ロックという状況を作らない様可能な限り看護力で接していくこと
が大切だと考える。そのためには看護師 1人ひとりが自覚を持ち、認知症
看護に対し、更なる学習を行い、同じレベルの知識を習得できるようにし
なければならない。それにより、統一された質の高い看護の提供を行うこ
とができると考える。

P2-61-5 看護師がせん妄を考えるキーワード

○
ほりさき な お こ

堀嵜 尚子
国立長寿医療研究センター 中3病棟

【はじめに】高齢患者はせん妄により、術後の回復遅延や入院日数の延長
につながり易く、予防や早期発見が重要とされる。せん妄スケールの日本
語版ニーチャム混乱・錯乱状態スケール（以降 J�NCS）を使用している場
合、合計点変化から薬を使用しているが、患者に深く関わる看護師は J�
NCS変化よりせん妄を早期に予測し、介入を行っているのではないかと
考えた。そこで、せん妄を予測しているキーワードを明らかにすること
で、看護介入が早期に行える可能があると考えた。【目的】看護師がせん
妄を考えるキーワードを明らかにする【方法】ICU看護師がせん妄を考え
た 19 事例の看護記録から、同じ様な言葉を集約しキーワードにした。【結
果】記載は 2035 個あり、キーワードは 18 であった。特に「行動」キーワー
ドの構成要素は 19 項目から集約された。【考察】今回のキーワードを J�
NCSの類似語に照らすと、合計点の変化では正常と見分けづらい変化を、
せん妄を考える症状と捉え看護介入していた。また「行動」構成要素が多
く、看護師は行動変化から、早期にせん妄を起こすのではないかと予測し
介入していた。以上から、看護師がせん妄を考えるキーワードは、せん妄
の早期介入への新たな視点であることが示唆できる。しかし、「看護計画」
のキーワードの構成要素「プランの検討や評価」は 1事例となり、せん妄
の早期発見ができても継続性が不十分で、情報共有が早期発見を活かせ
るのではないかと考える。【結論】看護師はせん妄を早期に予想しており、
早期介入が可能である。しかし、その後の継続には情報共有が重要であ
る。

P2-61-6 当院及び、当院と医療連携のある介護老人福祉
施設との高齢者の終末期に対する意識の違い

○
おおやまぐち は る な

大山口 晴菜、奥山 幸恵、竹口 絵里奈、細坪 美貴、
大蔵 真由美

NHO あわら病院 看護課

【目的】
生活の延長上である介護老人福祉施設（以下施設）で自然な最期を迎える
ために必要な支援を検討するため、当院及び、当院と医療連携のある施設
での高齢者の終末期に対する意識の違いを明らかにする。
【方法】
1．期間：平成 25 年 10 月～平成 26 年 2 月
2．対象：当院の高齢者医療に関わる医師、看護師 48 名、医療連携のある
施設の介護職員 80 名
3．方法：独自に作成した無記名式質問用紙を配布し留置法にて回収
4．分析方法：看取りの有無は χ2検定。2事例の終末期の判断時期と終末
期を迎える場所の選択は χ2独立性の検定。自由記載はカテゴリー化し
た。
5．倫理的配慮：当院臨床研究審査委員会の承認（No.1302）のもと倫理指
針に沿って実施。
【結果・考察】
1．調査用紙の回収率は、当院 80.9％、施設 87.5％であった。
2．看取りの経験は、当院 92.1％、施設 71.4％で、有意な差があった。
3．終末期の判断時期は、認知症の事例では関連性はなかったが、癌末期
の事例では関連性があった。当院、施設とも余命宣告された時期の選択が
多かったが、施設では痛みの訴えがなくなった時期とに 2分された。これ
らから、急変時の対応や疼痛コントロールの難しさと、施設で看取りの経
験が少ないことが要因になっていると考える。しかし限定された事例で
あり、事例を増やして検討する必要があると考える。
4．終末期を迎える場所では関連性はみられず、当院、施設とも施設での
看取りの選択が多かったことから、意識の違い以外に施設へ退院できな
い要因があると考える。
【結論】
限定された事例で終末期の判断時期に関連性がみられたが、他の調査項
目では関連性がなく、当院と施設で高齢者の終末期に対する意識の違い
に差はみられなかった。

P2-61-7 健康長寿教室に参加する高齢者の参加促進因
子と今後の課題

○
さかきばら さ な え

榊原 早苗、高梨 早苗、飯田 佳紀、浅野 直也、千田 一嘉、
佐竹 昭介

国立長寿医療研究センター 看護部外来

目的：超高齢社会の到来により、高齢者の虚弱予防を行い、健康長寿に対
する取り組みが急務である。当センターでは平成 25 年 11 月より健康長
寿の推進を目的とした『健康長寿教室（以下教室）』を開設した。今回、
健康増進に対するモチベーションや、期待することなどの思いを尋ね、参
加を促進する因子と今後の教室の課題について明らかにする。教室の概
要：当センターの外来に通院している歩行可能な患者を対象に、身体計
測、体力測定、自記式質問票などで虚弱の評価を行うとともに、健康管理
のための講義、座位で行える運動指導を実施した。教室の終了時に、満足
度や意見の把握のため、無記名でアンケートによる質問を行った。方法：
平成 25 年度開催の教室へ 2回とも参加し今年度も引き続き参加を強く
希望している患者を対象に、今後の教室への期待や要望、参加の動機など
をインタビューガイドを用い聴いた。倫理的配慮：強制でないこと、結果
は今後の教室の運営や研究発表に活用する事、個人が特定されないよう
処理することを説明し同意を得た。結果：患者の思いの中から「病気を持
ちながらも向き合う姿勢」や「体調を自己管理する意識が高いこと」が伺
われた。体調の変化が心配で教室に参加することでコントロールしたい
意欲もあった。教室で行った運動を自宅では継続していなかった。教室に
対する要望としては、物忘れの予防や運動指導などが挙げられた。以上の
事から、参加を促進する因子として、「体調管理に対する意欲」と、「運動
参加の機会として捉える意識」が挙げられた。今後、自宅で運動を継続で
きるようなセルフコントロールを高める方法の検討が課題と考えられ
た。
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P2-61-8 外来認知症患者に対する音楽療法

○
いいづか み え こ

飯塚 三枝子、中村 道三、塚原 徹也
NHO 京都医療センター 脳神経センター

認知症患者に対する音楽療法は多くの施設で行われており，その有効性
を示す報告が集まりつつある．中でも不安・不穏に対する効果はある程
度のエビデンスがある．ほとんどが施設入所者や利用者に対して行われ
ている中で，我々は外来に通院する認知症患者に対して音楽療法を行っ
ており，これは全国的にみても珍しい取り組みである．音楽療法の方法は
フラッシュソングセラピーによる歌唱を中心とし，ここでは記憶の中に
ある懐かしい楽曲をフラッシュカードをめくるように前奏誘導によって
次々に思い出し，心地よいテンポでメドレー歌唱できるように誘導する．
これによって非言語的コミュニケーションを作り上げ，心身のリズムを
作る．曲目，テンポ，音域などを個々人に合わせ，反応に応じて曲や演奏
を提供する必要性から原則として個人セッションで行っている．これま
での研究によってこの方法がBPSDや QOLの改善に有効であることが
示され報告した（音楽医療研究 2013 ; World Congress of Neurology
2013）．ただしこれは前後比較研究であり十分なエビデンスとは言えない
ため，現在クロスオーバー比較験を行っている．音楽療法を行うにあたっ
ては採算性が問題となり，保険診療として認められていないことが病院
での普及を妨げる一因となっている．当院では 2013 年 1 月から自由診療
として 1回 3,000 円（＋消費税）で音楽療法を行うようになった．これ以
前は再診料のみで行っていたが，有料化以降も音楽療法を中止する患者
はほとんどなかった．他府県から音楽療法を受けるために通院する患者
も多く，音楽療法に対する需要が多いにもかかわらず受けることができ
ない現状を示していると考える．

P2-62-1 手足浴の継続による白癬予防の効果

○
し み ず こうへい

清水 耕平1、中井 亮太1、花岡 恭平1、松田 浩子1、武井 洋一2、
小口 賢哉2、腰原 啓史2

NHO まつもと医療センター 中信松本病院 看護部1、
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 医局2

【はじめに】当院療養介護病床「ひだまり」の対象患者は、気管切開・人
工呼吸器装着者であり、その多くに関節拘縮による可動域制限がみられ
る。開設当初から、療養介助員が可動域制限のある患者に対して工夫を凝
らした手足浴を継続実施している。手足浴を継続実施するようになって
から、患者の皮膚トラブル減少がみられてきている。今回、白癬を取り上
げその発生数を調査し、手足浴の効果を明らかにしようと考えた。【目的】
白癬の発生率推移を明らかにし、手足浴の効果を実証する。【方法】1．手
足浴の実施（ビニール袋を用いベッド上で実施：2011 年報告）2．2010
年 4 月から 2013 年 3 月までの 4年間の「ひだまり」患者の白癬発生状況
を調査比較する。【結果】白癬の発生率は、2010 年度対象患者 16 名中 9
名（56％）、2011 年度対象患者 21 名中 14 名（67％）2012 年度対象患者 25
名中 9名（36％）2013 年度対象患者 25 名中 8名（32％）であった。2010
年度から 11 年度にかけては 11％の増加がみられるが、病床数の増加が
関係していると考える。その後は減少している事が明らかになった。【考
察】白癬予防は、皮膚の清潔を保ち湿潤を抑える事とされている。手足浴
は清潔を保持するだけでなく、指間を観察し触覚により皮膚の異常に早
い時期で気づく機会にもなる。従って手足浴を継続していくことは白癬
予防に効果的であると言えるのではないか。関節拘縮・可動域制限のあ
る患者に対するベッド上での手足浴を今後も継続し白癬予防に取り組ん
でいきたい。

P2-62-2 パーソナルな病棟行事に向けて～重症化によ
る集団行事の検討～

○
う え だ かずあき

上田 和明1、米田 昌平1、高橋 利津子1、野村 昌代1、
椛田 優子1、駒井 清暢2

NHO 医王病院 6病棟1、NHO 医王病院2

【緒言】当病棟では療養介護事業利用契約患者を対象に病棟行事として集
団レクリエーションの実施や慰問ボランティアの訪問を受けている。し
かし患者は進行性疾患のため年々症状が進みディルームで行っている病
棟行事に参加される人数が徐々に減少してきた。そこで患者の病棟行事
への満足度や今後の要望を明らかにし今後の病棟行事の在り方を考える
機会となったので報告する。【方法】療養介護事業利用契約者 26 名のうち
言語的・非言語的コミュニケーションで意思疎通可能な 15 名から質問
紙法を用い調査した。内容は 1．集団レクリエーション 2．慰問ボランティ
ア 3．病棟行事参加の目的・理由の 3つとし回答は 5段階で評価。回答の
数値を医療度別にグループ化して比較・分析した。【結果】人工呼吸器装
着グループは集団レクリエーションと慰問ボランティアでは満足度に大
きな違いはなかった。医療度の低いグループは集団レクリエーションよ
り慰問ボランティアの満足度が高いことがわかった。参加目的・理由は
「院外の人たちと交流」「参加すること自体が楽しみ」「他の病棟患者と会
う」の項目が医療度の低いグループより人工呼吸器装着患者グループの
方が高いことがわかった。【考察】病棟行事不参加時のベットサイドでの
個々へのレクリエーションと慰問ボランティアの訪問は望んでいないこ
とが明らかになった。人工呼吸器装着患者にとって病棟行事は定期的に
離床する大切な機会の一つであり他の患者との交流の場となっていると
言える。病棟行事が増えることで人工呼吸器装着患者は体調を考慮しな
がら参加し、医療度の低い患者にとっても選択の幅が広がり参加しやす
い環境になるため満足度の向上に繋がると考える。

P2-62-3 介護計画に沿ったケアの取り組み

○
たにざわ け い こ

谷澤 啓子、日高 陽子、吉澤 実香、北川 美紀子、小川 恵子、
黒田 和彦、小林 孝子

NHO 鈴鹿病院 東1階病棟

【はじめに】当病棟は筋ジストロフィー及び神経難病の患者が 60 名入院
している。平成 26 年 4 月より療養介助専門員は介護計画の作成を行い、
介護計画に沿ったケアを実施しており、それに沿った取り組みを報告す
る。【方法】介護計画に沿ったケアの現状を検討する【結果】以前から療
養介護職は、看護師の指導のもとに、清潔援助、排泄介助、環境整備等の
業務を実施してきた。今回、作成している介護計画では、口腔ケアの仕上
げ磨き、排泄介助後の手洗いの声掛け、スキンケア及び環境調整など、患
者個々の具体的な内容を計画している。口腔ケアの仕上げ磨きを実施し
たことにより、口腔内の食物残渣も減り、清潔に保持できている。手浴や
スキンケアを実施し、乾燥、べたつき、落屑などが、回数を重ねるごとに
軽減している。排泄介助後に声掛けを行い、患者が自ら手を洗いに行くな
ど患者の変化を観察できるようになった。介護計画立案により、ニードを
聞くなど患者との関わりを多く持ち、また職員同士の情報交換、意見交換
などが出来るようになった。しかし、記録時間や、療養介助専門員と療養
介助員との業務の問題、受け持ち患者以外の患者への対応など多くの課
題が出てきた。【考察】時間的に行っていたケアから介護計画を立案する
ための情報収集を行い、患者のニードを知り、継続的にケアすることが出
来ている。受け持ち患者に関わろうと時間のやりくりを行い、意識的にケ
アを実施している。このことはケアの内容や質の向上につながっていく
と思われる。問題を一つ一つ解決しながら、多くの患者のサービス向上に
むけ工夫をしながら介護計画の立案、ケアの実施をしていきたい。
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P2-62-4 療養介助員の受け持ち制を導入して～アン
ケートからわかったこと～

○
ほ ん ま しょうご

本間 正伍、上野 洋子、辻 志織、四ツ谷 清香、菅原 浩美、
鳥居 千裕、阿部 千鶴子

NHO 箱根病院 神経筋・難病医療センター 2階病棟

【はじめに】当病棟は神経難病患者を対象にした療養介護病棟である。患
者の生活の質を維持する為には看護師だけでなく、療養介助員の働きが
重要である。療養介助員が責任を持って継続したケアを実践する為に受
け持ち制を導入し、その後の意識と行動の変化を纏めたので報告する。
【目的】療養介助員の受け持ち導入後の意識と行動の変化を知る【研究方
法】アンケート調査（対象者：療養介助員 14 名 回収 13 名）【結果・考
察】受け持ち導入後療養介助員の 77％が受け持ち患者のケア計画につい
て看護師と相談していると答えている。職種間の意思疎通が図れるよう
になり、受け持ち患者への関心が高まり介護に対する意欲が向上してい
くと考える。また介護の継続が図れるようになったかの問いには 85％が
図れるようになったと答えている。その理由をKJ法で分析すると、患者
への関心が高まったからという意見が多く、行動面でも看護師と連携を
図ろうとする等の変化が見られた。しかし、介護の継続という点ではその
意識と行動の変化が個々により異なり、介護の継続の意味を療養介助員
が共通理解していない事が分かった。患者の個別性に着目した「介護の継
続」の意味とその必要性を今後学習していく事が課題である。また、患者
の情報収集に関しては受け持ち制導入以前から積極的に行われており、
患者の情報を知る事の重要性は認識できているようであった。【結論】1．
受け持ち制を導入した事で患者への関心が高まり、看護師との連携が強
まった。2．「介護の継続」という点では共通理解が出来るよう療養介助員
全体で患者個々の介護の必要性について学習していく事が必要である。

P2-62-5 障害者病棟に適した「あんしん！エレベー
ター」

○
み か み まさはる

三上 正晴、平田 和哉、佐藤 ゆみ子、佐藤 淳子、大久 広幸
NHO あきた病院 事務部管理課

当院の筋ジス病棟は 3階に位置しているためエレベーターを必ず使用す
ることになるが、当院の場合、エレベーター前の床マットスイッチに車椅
子を通過させることで行き先階を指定できる構造になっている。このた
め、床マットスイッチを通過せずエレベーター庫内に乗り込んだことで、
庫内の行き先階のボタンを押せず、取り残されるという事例が発生した。
『目的』患者さんが安心してエレベーターを利用できる安全な環境を提供
することを目的としたエレベーター滞留者感知システムを、業者と共同
での開発に取り組んだ。『方法』このシステムは、庫内のカメラが 24 時間
監視しておりドアが閉じている状態、かつ、庫内に患者さんがいる状態が
約 40 秒継続した場合「閉じこもり」として検知し、防災センター及び病
棟内にある監視モニターで、スタッフに知らせる仕組みになっている。
『結果』全国初となるシステムを導入し、1年間で警報が 31 回作動したが
18 人の患者さんを検知し、救出することができた。システムの必要性につ
いて、患者さんや職員に対し意識調査をした結果 10 時、15 時の時間帯で
利用者が最も多く、システムの作動は利用頻度に比例していることも
判った。多くの患者さんは安全が優先として受け入れ、何よりも「あんし
ん」できるという効果をもたらしており、このシステムは当院にとってベ
ストであると言える。今年度、更に病棟等の新築工事が終了したことで、
神経難病病棟のエレベーターにも同じシステムを導入した。全職員が正
確な情報を共有するためにシステムの機能を十分に理解し迅速な対応を
整えることが今後の課題である。

P2-62-6 人工呼吸器使用患者の円滑な搬送を目的とし
た器具の開発と検討

○
さ き た ひ さ し

先田 久志
NHO 奈良医療センター ME機器管理室

【はじめに】当院では、人工呼吸器を装着している患者搬送・移動の頻度
が多い。ベッドサイドでは、人工呼吸器専用の架台に固定しているため、
患者搬送・移動時には、人工呼吸器を架台からの取り外し、車イスに取り
付ける時間的な業務負担があった。今回、円滑な搬送を目的とした器具を
開発、導入することで患者満足度UPと看護業務の負担軽減が図れたの
でここに紹介する。【目的】人工呼吸器使用患者を円滑に安全に搬送する
方法を検討し患者、職員の安全性、利便性の向上に取り組む。【方法】人
工呼吸器をベッドサイド、車イスそれぞれの固定方法の問題点を調査。
ベッドサイド、車イスそれぞれの人工呼吸器固定方法を検討。必要な器具
を各メーカーに依頼、作成。器具の改善を行いながら患者搬送・移動方法
を整理した。【結果】器具導入前、導入後では、患者搬送までの時間が半
分以下となった。また車イスに呼吸器を取り付けることで搬送者の必要
性も軽減し円滑な搬送が可能となった。

P2-62-7 ミニトラックの交換時に小径サイズの気管切
開カニューレを用いたときの有用性について

○
ふじさき こ う じ

藤嵜 孝次1、齋藤 利雄2

NHO 刀根山病院 ME機器管理室1、NHO 刀根山病院 神経内科2

【諸言】ALSや筋ジストロフィーの神経難病患者は、疾患の進行と伴に痰
の喀出が困難になる。生命維持ではなく酸素投与や痰吸引目的のために
ミニトラックを用いることがある。当院では、気管切開カニューレの交換
は 2週間に 1回行うため、その度ミニトラックを用いていた。【目的】吸
引目的でミニトラックを留置した成人患者において、小径サイズの気管
切開カニューレ（4P）へ変更することで、コストを含めたメリット・デメ
リットについて比較検討する。【方法・対象】当院に入院中で、2013 年 7
月時点でミニトラックを挿入していた患者 3名。2013 年 8 月以後カ
ニューレの交換は 4Pへ変更し、2014 年 4 月時点でのコストおよびメ
リット・デメリットを比較した。【結果】患者A : 2010 年 8 月ミニトラッ
ク留置。2013 年 7 月まで述べ 72 回、ミニトラックを交換。2013 年 8 月か
ら 4Pへ切り替えた。患者B : 2013 年 7 月留置。2回目の交換以降 4Pへ変
更。患者C : 2013 年 6 月他院にて留置。前医での交換頻度は不明。2013
年 11 月当院へ転院。初回交換時より 4Pへ変更。患者Aはミニトラック
から 4Pへ変更することでコストダウンにつながった。患者B、患者 C
において大きくコストはかからなかった【考察】4Pは内径が 4mmのカ
ニューレで長さが短いため、先端が気管内に収まっているか頸部CTの
確認が必要と考える。15mmのコネクターがあるので、人工鼻を用いて酸
素投与が可能になる。1個からの販売なので、デッドストックになりにく
い。特にデメリットは考えられなかった。【結語】4Pへの変更でコストダ
ウンにつながった。小径のカニューレなは長期留置用として期待できる。
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P3-1-1 福祉職の倫理観についての一考察 第2
報―継続的なディスカッションの有用性―

○
お が た か お り

尾方 香里、古賀 聖子、村山 知生、中武 孝二
NHO 南九州病院 療育指導室

【はじめに】
療養介護病棟は重度の障害者が長期に療養する生活の場であり、職員の
持つ倫理観や人権に対する意識が療養環境に与える影響は少なくない。
平成 24 年 10 月より障害者虐待防止法が施行され職員のモラル向上も求
められている。第 1報では、療育指導室で倫理に関するアンケートやディ
スカッションを行った結果から、「相互作用の困難さ」「患者を尊重する意
識の希薄さ」「社会的客観性との壁」「規則・法律と現実との乖離」を課題
としてあげた。今回は、療育指導室内での定期的ディスカッションが職員
の倫理観に変化をもたらせるか検証したので報告する。
【目的】
倫理的問題に関するディスカッションの有用性について検証する
【研究期間】
平成 25 年 9 月～平成 26 年 3 月
【方法】
1回 30 分のディスカッションを 5つのテーマで 5回実施。意見を集計分
析、全ディスカッション後アンケート調査
【結果】
「日頃の支援場面での悩みや意見」では、「言葉で伝えられない患者への関
わりが少なく平等に関わることができていない」「長いスパンで意識的に
行動することで平等に関わることができるのではないか」等の意見が
あった。全ディスカッション実施後のアンケートでは、「定期的なディス
カッションで振り返ることができている」「今後もディスカッションで悩
みを解決していきたい、自分を高めたい」「不適切な行動とわかっていて
も注意できない葛藤がある」等の意見があった。
【考察】
ディスカッションを定期的に実施することで、人権意識の向上だけでな
く情報交換や自己の振り返りの場として有効だった。また、集団として方
向性が見出され実践への大きな力になると考える。

P3-1-2 当院におけるボランティア活動報告―フラダ
ンスを通して―

○
あんどう か お り

安藤 可織1、綱嶋 幸子2、清水 茜2、山本 和子2、山野 由紀子3

NHO 岡山医療センター リハビリテーション科1、
NHO 岡山医療センター 看護部2、NHO 金川病院 看護部3

当院の理念は「人にさやしい病院」とし、基本方針に「患者さまに、病院
で働く人に、地域の人にやさしい病院を目指します」とかかげている。し
かし、実際に地域との関わりの機会が少なく、また医療職の不定期の勤務
により、曜日�日時が決まった習い事�クラブ活動などは行いにくい環境
にあるため、リフレッシュできる機会が少ないのも現状である。そこで当
院では地域との交流、そしてリフレッシュすることを目的に、フラダンス
などの様々なレクリエーションを行っている。今回、フラダンス活動につ
いて 5年間の活動内容をまとめたので報告する。2009 年に「フラレン
ジャー」というチーム名を名付けて活動を開始した。現在は理学療法士と
看護師の計 6名で活動している。活動内容は開始当初は院内の忘年会に
出演する程度であったが、現在は、病院フェスタや夏祭りなどの病院行事
に加え、学術集会の懇親会、そして 2013 年より、岡山市内の老健施設で
の夏祭りやクリスマス会、誕生日会（計 6施設）、そして近隣の地域の集
まりなど活動範囲を広げ、ボランティア活動を行っている。その結果、
2013 年度では 10 ステージに出演し、常に新しい曲が披露できるよう日々
練習している。また、これらの活動内容は活動毎にポスターの作製や当院
広報誌であるジャーナルに掲載し、報告とともに新たな参加者を募集し
ている。レクリエーションとは仕事などの緊張し疲労した肉体と精神を
回復させ、新たなエネルギーを生み出すとともに交流を行う場としても
重要である。ボランティア活動を通して外部との交流を行うことは、より
多くの情報を交換することができると共に、当院をアピールする手段の
一つにもなると考える。

P3-1-3 ボランティア室の環境整備に取り組んで―重
症心身障害児者病棟における地域ボランティ
アの有効活用―

○
いちさわ さ だ こ

市澤 貞子、猫塚 芳恵、佐藤 美穂子
NHO 八戸病院 療育指導室

【目的】当院の重症心身障害児者病棟には、長年衣類の縫製ボランティア
が来院している。平成 25 年 2 月より、病棟の建て替え工事に伴い病棟の
隣にあったボランティア室がサービス棟へ移動となってから、ボラン
ティア室が煩雑になった。ボランティアへの連絡や対応も充分できなく
なっていた。今回、整理整頓や連絡体制を見直しボランティアに気持ちよ
く作業できるようにQC活動で取り組んだ。【方法】1．縫製ボランティア
と保育士全員（4名）にアンケート調査を行った。2．要因の分析を行った。
3．ボランティア室の掃除、掃除当番表の作成、連絡体制を作った。4．対
策の実施をし、評価した。【結論】アンケート結果では、使いにくいが 89％、
物が探せなくて困ったことがあるが 78％だった。要因分析は、片付ける
場所が分かりにくい、収納スペースが狭く表示が見えにくい、ボランティ
アとの連絡体制を作っていない、保育士の責任意識が低いことが考えら
れた。対策としては、収納スペースを作り、収納の表示を大きくした。ま
た、掃除当番表を作成し定期的な掃除を行った。連絡体制作りや連絡ノー
トの活用で事前にボランティアの来院予定を把握できるようにした。実
施後のアンケート結果では、物品が探しやすく危険がなくなり作業効率
も上がった。標準化として、毎月末に担当病棟の保育士が整理整頓を行
う。ボランティアとの連絡係の保育士を決め、連絡を密にする。ボラン
ティアから気持ちよく作業できるようになったと喜ばれた。今後は、終了
後のミーティングや年 1回のボランティア懇談会を通して、継続して来
て頂けるように取り組んでいきたいと考えている。

P3-1-4 療養介護病棟におけるインターネット利用時
のトラブル防止について

○
いちかわ ひろのり

市河 裕智、有吉 博史、湯浅 堅司、勝部 典子、笠置 龍司、
塩冶 悦子、齋田 泰子

NHO 松江医療センター 療育指導室

【目的】当院では多くの患者がインターネットを利用しているが、近年ト
ラブルが増え何らかの対応策が必要となっている。そこで入院中の筋ジ
ストロフィー患者向けの手引書を策定しそれを活用したトラブル防止策
について効果を検証することとした。【対象】入院中の筋ジストロフィー
患者でインターネット利用者 32 名。【方法】1トラブル事例を検討し手引
き書を作成する。2手引書を用いた講習を行いアンケートにより効果を検
証する。【結果】手引書項目は、1設備 2SNS 3 成人向けサイト 4電子
メール 5インターネット通販 6セキュリティ対策とした。聞き取り調
査では 32 名が分かりやすい内容であったと回答し、セキュリティ対策の
問いには「対策をしている」が 27 名、「していない」が 2名、「わからな
い」が 3名であった。分からないと答えた全員が未成年であったが何らか
の対策が取ってあった。アカウントやパスワードの管理についてはそも
そも管理の必要があるか？などの回答が得られた。【考察】講習後のアン
ケート結果から多くの患者はリスクを理解し自己防衛の必要性を認識し
ていると考えられる。また、一部の患者はリスクは知っているけれど対策
は取らないことから、自分は大丈夫という誤認識があると考えられた。未
成年の患者については、対策はしてあるがそれを知らないことから、保護
者・児童指導員の関与がリスクの周知という点において不十分と考えら
れた。【結論】自己防衛の意識を保つため、定期的な講習の必要性がある
と考える。リスク対策をとらない患者に対しては、定期講習の他にパソコ
ン使用状況の確認が必要である。未成年患者は習熟度に応じた対応が必
要である。
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P3-1-5 過度の不安感を持つ患者への関わり―患者、家
族の気持ちに寄り添うアプローチ―

○
ふ く だ や す よ

福田 泰世、池田 悦子、宮武 百合、森 合音、藤原 由美、
森 智美

NHO 四国こどもとおとなの医療センター 看護部

［はじめに］当院の小児科病棟は大部分が個室でありプライベートに配慮
された空間である。しかし患者、家族にとっては生活のすべてが 2人きり
の病室となる。精神的に不安定な長期入院患者、家族が気になり療育を開
始した。定期的な療育の提供と、多職種で関わることにより患者、家族と
もに精神的に安定したので報告する。多職種：医師、看護師、アートディ
レクター、保育士［目的］療育の提供により、精神的な安定を図る。多職
種で連携することで、療育の幅を広げる。［方法］1．患者：A氏 21
歳 デュシェンヌ型筋ジストロフィー 2．方法：1期（H25.8～10）2 期
（H25.11～H26.1）3 期（H26.2～4）4 期（H26.5～7）にわけ 1期、本の読
み聞かせを実施。2期、ボランティアとの交流を試みた。3期アート部門
に依頼し絵画鑑賞をした。4期、看護師と戸外散歩を計画中である。療育
は 1週 1回 1 時間とし、内容及び患者、家族の様子を記録した。［結果］患
者は 1期では母を介しての返事が多かったが、2期では意思を伝えるよう
になり、3期では母を気にしながらも自分の意思を伝えるようになる。母
は 1期では気分転換に外出するようになり 2期では「気持ちに余裕がで
き優しくなれた」、3期では「心から笑えた」と発言する。［考察］患者に
は大部分の時間を一緒に過ごす母がキーパーソンである。患者が保育士
と安定した療育時間を過ごすことで母は外出が可能となりストレスが緩
和できたと思われ母子の精神安定に相乗効果があったと推察できた。［結
果］定期的に療育を提供することで、母が不在時も不安感を示さず精神的
安定が図れた。多職種で連携することにより各職種の専門性が活かされ
療育の幅が広がった。

P3-1-6 ラーメンの残食率を減らすための取り組み

○
よ し だ み ほ

吉田 美穂、野呂 直子
NHO あきた病院 栄養管理室

栄養管理室では、患者さんにおいしく安全で安心な食事の提供を目指し、
日々業務を行っている。病院給食の中でラーメンは人気メニューの 1つ
であるが、当院ではラーメンの残食率が他の麺料理に比べて高い。そこで
これを減少させる方法を検討した。【検討課題】1．茹で釜を 1つから 2
つにし、盛付から配膳までの時間短縮を検討。2．麺とスープの別盛り等、
麺の伸び具合の検討。3．スープ（味）の検討・研究。【結果】取り組み前、
後と同じメニュー（しょうゆラーメン）でアンケートを実施した結果、
スープの味、麺の伸び具合、温度等全てにおいて「ちょうど良い」が 7
割を占め、好評であった。ラーメンの残食率も大幅に減らすことができ
た。【まとめ】当院の入院患者は高齢化や疾患の為、年々摂食・嚥下障害
に陥る場合が多く、食事量が減少し低栄養のリスクが高くなってきてい
る。『生きることは食べる事！』食事は入院患者にとって最も重要な楽し
みの一つである。今後、個人毎に残食調査を行い、ラーメンを更においし
く又、他の料理の残食率も減らしていく必要があると考える。患者のニー
ズに合わせ、食べられることの喜びを伝え続けていきたい。

P3-2-1 患者サポート体制充実加算カンファレンスの
成果

○
おおもり かずゆき

大森 和幸、角元 まみ、安藝 裕美子、田中 通弘、
一本松 由美子、阿部 正博、鳶ヶ巣 千代子

NHO 東徳島医療センター 地域医療連携室

【はじめに】
当院は一般 100 床、結核ユニット 20 床、療養介護 156 床から構成され、
県北部の地域連携拠点病院として貢献している。平成 21 年より医療社会
事業専門員（以下、SW）が配属され、患者様、御家族の相談援助を行っ
てきた。平成 24 年から患者サポート体制充実加算が創設され相談対応の
必要性、多職種による情報交換、情報共有が不可欠であることから当カン
ファレンスが設置された。
【方法】
開催日時：毎週月曜日 16 時 30 分～約 30 分
メンバー：内科部長、外来看護師長、医療安全係長、専門職、
副薬剤科長、SW（3名）の計 8名

内 容：前週の報告内容を一覧にし、検討。
分類は、1 治療や病気 2 看護や介護 3 お薬 4 入退院
5 お金 6 手続き 7 その他

特 徴：ひとつの相談内容ごとに各専門性を活かした意見を出すよう
に心がける。
【成果】
・平成 24 年から 2年間でカンファレンスを 76 回開催。
・平成 24 年度では 40 件の対応報告であったが、各部署への働きかけも
あり、
・平成 25 年度には 109 件と報告件数が増加した。
・相談内容を各職種が検討することで、院内の状況を共有することが出
来た
・当カンファレンスと医療サービス向上委員会等の各委員会、各職種と
の連携が出来た。
・SW2名が医療メディエーター研修を受講修了できた。
【考察】
SWからの報告が相談件数の 9割を占めるが、入退院や経済面、手続き等
について自らの意志で相談に訪れ、専門職種からの心理的支援、具体的援
助を受けられる事で、今後の生きる力を見いだせた患者様、御家族がいる
ことを報告し、各メンバーで共有することが継続開催となるエネルギー
の素となると考えられた。

P3-2-2 独法病院における障害者虐待および障害者差
別に係る取り組み状況の調査

○
ほりぐち としひろ

堀口 寿広1、高梨 憲司2、佐藤 彰一3

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 社会精神保健研究部1、
社会福祉法人愛光2、國學院大學法科大学院3

【目的】障害者虐待防止法は医療機関ならびに医師等に早期発見の努力義
務を課し、医療機関の管理者には、職員への研修の実施及び普及啓発、障
害のある患者からの相談体制の整備、予防を含めた措置を講ずるとして
いる。また、障害者差別解消法は独法等を含む行政機関に、不当な差別的
な取り扱いの禁止と合理的配慮の提供の義務を課している。ただし、実施
すべき内容について指針等は示されていない。独法病院が実施する合理
的配慮は有意義な参考事例になる。均てん化に向けた取り組みに資する
ため演者らは現状を調査した。【方法】国立高度専門医療研究センター、
NHO病院、労災病院、および、地方独法病院の合計 219 施設（配布は 233
施設分）を対象とした。回答は記名式とした。倫理委員会より実施の承認
を得た。【成績】40 施設から回答があった。虐待防止について、相談窓口
の周知は、職員に対しては 14 施設、患者に対しては 12 施設が実施してい
た。専門職員の確保は 20 施設、研修への職員の参加は 21 施設、職員対象
の研修は 12 施設、独自の対応マニュアル等の作成は 7施設で実施してい
た。障害者差別について、障害者雇用率は中央値で 2.12％あり、職員に対
する啓発活動 4施設、対応要領等の作成は 3施設が実施していた。合理的
配慮は、書類の読み上げを 26 施設、視覚障害者向けの日常生活の援助を
22 施設、筆談用ノートの用意、インフォームドアセントを 17 施設が実施
していた。調査をもとに合理的配慮のハンドブックにまとめた。【結論】
調査結果の公表がもたらす社会的な貢献を考慮し、引き続き情報を収集
していく必要がある。【附記】調査は厚生労働科学研究事業で実施した。
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P3-2-3 出張健康講座の現状と参加者の健康意識

○
や す だ た け し

安田 剛史、小倉 政斗、四方田 詩甫、辻 知佳、谷口 智則、
岩元 阿紀、湯川 美鈴、鈴木 翠、森 真純、嶋田 加世子、
福田 倫子、向井 まゆみ、西端 めぐみ、野々村 智子、
中谷 佳弘、木下 貴裕、中井 國雄

NHO 南和歌山医療センター 地域医療連携室

【はじめに】当院では、 平成 19 年より地域住民の健康意識向上の目的で、
出張健康講座を開催している。年々、依頼件数・参加人数が増加している
現状を分析し、「地域住民の健康意識の向上」にどのような影響を及ぼし
ているか検討する。【方法】平成 20 年～24 年度の 5年間の実施状況と参加
者の受講後アンケート結果より、健康意識について検討した。【結果】1、
参加状況。平成 22 年度の水害によるキャンセルを除けば、年々増加して
いる。平成 24 年度は 64 講座を実施しており、参加人数は 2811 人であっ
た。年齢層別にみると、70 歳代の参加割合が 35～45％を占めていた。年
齢別に見た依頼のテーマ別では、60 歳以上が「認知症について」「腰痛・関
節痛について」「お薬の飲み方」の順で多く、60 歳以下では、「メンタルヘ
ルス」「感染症」「こどもの睡眠」の順で依頼件数が多かった。 これらより、
各年齢層での興味のあるテーマが明らかとなった。また、アンケート結果
では、「職場で勉強会を持って共有したい」など、前向きな意見が多かっ
た。【結論】出張健康講座に参加される方は 70 歳代を中心に、健康への関
心の高い人が多かった。しかし、生活習慣病は長年の生活習慣の蓄積が結
果としてあわられる。40 歳以上の死亡順位の一位が悪性新生物であるこ
とから、20～30 歳代の生活習慣を整えることは重要課題と言える。今後、
60 歳以下の方を対象に健康への意識向上から行動変容につながるよう出
張健康講座を通して啓発活動を継続し、地域住民の健康づくりに参加す
ることが地域医療連携室の役割でもある。

P3-2-4 嚥下回復支援食（あぃーと）を使用して効果を
認めた1症例～ALSに対する食支援～

○
こめなか じゅんこ

米中 純子、竹内 千代美、谷岡 緑、竹田 育子、福塲 浩正
NHO 柳井医療センター 栄養管理室

【はじめに】当院は、重症心身障害者・脳神経筋疾患などを政策医療とし
て担っている。病状の進行により嚥下障害は必発で食事形態の選定には、
難渋する例は多く近年では、嚥下食は開発をされているが、見た目が悪
く、食欲の低下を引き起こすことも多い当院では、平成 25 年 10 月より、
嚥下回復支援食（あぃーと）を使用する事でこの様な問題を解消している
今回、嚥下回復支援食（あぃーと）を使用した事で効果を認めた 1例につ
いて報告する。【症例】38 歳男性日常生活自立度C評価 2013 年 3 月
ALS（筋萎縮性側索硬化症）と診断 2013 年 10 月呼吸障害出現 2014
年 1 月当院に PEG目的にて入院 PEG造設出来ず 開腹による PEG造
設希望せず 気管切開を希望せず 1、本人の状態 1）意識がはっきりして
いる 2）咀嚼、飲み込みが可能 3）見た目・味付け等こだわりのある 4）食
べたいとの意欲がある 2、方法について 献立の主菜を 1品（あぃーと）に
変更して提供 患者の嗜好を考慮して選択食も導入した。【結果】喫食量
の増加が認められ、栄養指標（TP・ALB）からも改善がみられた。【考察】
今回の患者の背景と嗜好を考慮して、『あぃーと』を選択したことで、喫
食量の増加を図れた嚥下障害を有する患者にとって食事形態の調整は重
要な事で、当院でも『あぃーと』の様なソフト食形態の食事を安全・安価
に提供できる事が今後の課題と考える。

P3-2-5 映像版マニュアル「呉花子のボランティア日
記」が伝えたいもの

○
おおいし あい

大石 愛、河野 由佳、山崎 貴元、姫野 敬、岡本 尚子
NHO 呉医療センター 地域医療連携室

【背景】平成 24 年に作成・配布した 4種類の活動マニュアルは、活動者の
マナー改善や安全意識向上に大きく貢献したほか、問題行動や不和の抑
制にも効果をもたらした。しかし、配布から 1年以上経た現在、高齢活動
者から「活字では想像が困難」「記憶に残りにくい」「読み返すことが億劫」
という意見を聞くようになった。そこで、全活動者用に作成した「ボラン
ティアハンドブック」を補完するため映像化し、教材として役立てること
とした。【目的】クイズ形式の映像を用いることで、想像を容易にさせ、
記憶の定着を図る。また、映像を用いる利点や活動者の意識変化を調査
し、教材としての価値を明らかにする。【方法】1．全活動者を対象にした
試写を実施。2．試写前後でアンケートを実施。【結果】高齢活動者からは、
「記憶に残りやすい」「問題事例とその対応がわかる」「不明瞭な点が解消
できた」との意見を得た。また、クイズ形式の採用に対しては、「自身に
置き換えて考えられた」「認識のずれが修正できた」との声が上がる等、
「視る」に「考える」を追加したことで、研修効果はより高まったと考え
られ、高齢活動者には有用であることがわかった。【考察】ボランティア
は、時に「あの行動は正しかったのか？」と悩むことがある。その悩みに
答えつつ、いかなる場面でも的確な判断を下せるよう導くのが活動マ
ニュアルの役割である。しかし、記憶の定着や確認作業速度に不安のある
高齢活動者にとって、活字では理解に時間がかかる。そのため、「活動の
疑似体験」を可能にする映像版の方が、より効果的なツールであると考え
る。今後、映像版マニュアルを、高齢活動者を支える存在にしていきたい。

P3-2-6 がん相談支援センターにおけるソーシャル
ワーカーが行った相談対応のデータ分析

○
おおにし あ き こ

大西 明子、閏木 裕美、清水 弥生、宮内 一恵
NHO 四国がんセンター がん相談支援センター

がん相談支援センターは、患者家族からの相談窓口として、ソーシャル
ワーカー 4名が対応しており、その内容は様々で多岐にわたる。対応した
内容は、相談記録として相談支援データベースに入力しているが、これま
でデータの分析には至っていなかった。そこで今回、相談件数の多い内容
を詳細分析し、今後の取り組みの示唆が見えてきたので報告する。
【目的】患者家族からの相談内容を詳細分析し、取り組みが必要な項目を
選定する。
【方法】1．平成 25 年度分の相談記録の遡及分析を行い、1ヶ月毎にデータ
を集計し、相談内容をカテゴリー化する。2．患者家族の不安を明らかに
し、ソーシャルワーカーができる対応方法の検討を行う。
【結果】問い合わせの多い順に 1．受診方法など医療機関の情報、2．症状
や副作用に関すること、3．その他、4．医療費や生活費の経済的不安、等
であった。3番目に多かったその他の項目の詳細をみると、検査、処方、
治療等に関する院内各部門への照会や確認が多くを占めていた。更に内
容を分析した結果、検査に関する問い合わせでは、検査前後の注意事項や
検査による被爆、検査そのものに対する不安など、ある程度パターン化さ
れた問い合わせがあることが分かった。そこで、治療や処方に対し比較的
個別差が少ない検査について着目し、これまで対応してきた内容をまと
めることでソーシャルワーカーが対応可能ではないかと考えた。今後、各
診療科や検査科などと問い合わせ内容を共有し、患者家族の不安を軽減
するための体制づくりについて検討をしていく。
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P3-2-7 全病棟対応の春の行事食弁当を実施して～患
者アンケート結果より～

○
とみたか たけあき

富高 武晃1、米田 隆1、寺内 剛1、西田 英典1、藤村 真理子1、
頃安 倫代1、森岡 靖1、藤村 晴俊2

NHO 刀根山病院 栄養管理室1、NHO 刀根山病院 神経内科2

【目的】病院食は治療の一環であり、通常一般食などは選択食対応が可能
となるが、治療食では使用できる食材が限られ選択食対応が困難な場合
が多い。またNSTなどの普及により栄養士は献立業務に費やす時間を短
縮するため、サイクルメニューなど同じメニューの繰り返しとなる事も
多い。栄養管理をする上で患者が食事摂取できなければ補助食品を使用
したりする事も多いが、1日 3度の食事が基本であり、いかに食事を摂取
してもらうか献立上、調理上においても検討せねばならない。当院では、
平成 26 年 4 月 9 日に全病棟で全食種（嚥下食以外）にて調理師がメ
ニューを考案し春の行事食弁当を行い、患者からアンケート結果を得ら
れたので報告する。【方法】調理師により彩、旬を考慮したメニューを作
成、平成 26 年 4 月 9 日の昼食にて実施、行事食弁当と共にアンケート用
紙を配膳車に入れ患者に配布し回収した。結果患者アンケート配布数 272
枚、回収数 209 枚（回収率 77％）であった。性別は男性 52％、女性 48％
と約半数ずつ、年齢は 70 歳以上が 58％と最も多く、60～69 歳が次いで
24％であった。全体的評価では、満足が 58％、やや満足が 21％と、満足
されている患者が約 8割であった。また自由記載の欄には、彩も良く季節
感が感じられ美味しかったとの意見も多かったが、量が多いと感じられ
る意見もあった。【考察】行事食への肯定的な意見が多かったが、普段の
食事量より多く感じられる患者もいた。また同室者や食堂で嚥下食を摂
取されていた患者が行事食ではなかったため、しょんぼりされていた、と
他職種からの報告もあり今後の課題である。【結論】今後も患者に喜ばれ
る手作りの行事食を工夫し継続したい。

P3-3-1 アルコールリハビリテーションプログラムに
おけるストレスマネジメント

○
とうやま よしのり

當山 良徳、塚原 宏恵
NHO 琉球病院 リハビリテーション科 作業療法室

わが国での多量飲酒者は 860 万人いるといわれている。その内、重篤な
問題がある飲酒者は 440 万人おり、治療が必要なアルコール依存症者は
80 万人いると報告されている。当院は、アルコール依存症や薬物依存症の
専門病棟があり、入院治療では最初の 1週間は身体的な治療を行い、2
週目よりアルコールリハビリテーションプログラム（以下ARP）を実施
している。ARPは、心理教育、認知行動療法、生活技能訓練、運動療法、
作業療法などで構成されており、他職種がチームとして関わっている。
ARPの認知行動療法ではストレスマネジメントを実施している。プログ
ラムは看護師と共に 1クール全 10 回、週 1回の頻度で行っている。スト
レスマネジメントのクール前半はストレッサーやストレス反応の内容を
細かく整理していくことで自分のストレスや傾向を知る、後半は快適に
生活するためのストレス対処法を見出すことができるようになることで
ストレスと上手につきあえるようになることを目的として取り組んでい
る。アルコール依存症者は、ストレス対処法として飲酒を挙げる者が多く
みられる。クール前半では、「いろいろなストレスがあることが分かった」
「ストレスに負けないようにしたい」等の意見は聞かれるが、自身のスト
レス傾向に気づくまでは至っていない。クール後半において、飲酒がスト
レスの対処法になっていたことに気づく者もいる。これまでストレスマ
ネジメントに携わったことで内容を改訂するための見直しやプログラム
の効果検証する必要性を感じている。今回は、見えてきた課題と今後の展
望について報告する。

P3-3-2 精神科デイケアにおいて新しい小集団プログ
ラムへの取り組み

○
なかざと

中里 あゆみ、大坪 麻貴、重松 純子
NHO 肥前精神医療センター リハビリテーション科

筆者は今年度より、精神科デイケアの専従作業療法士として勤務して
いる。デイケアでは医師、看護師、臨床心理士、精神保健福祉士といった
多職種が配置されており、利用者の生活スタイルに合わせ、地域・社会で
の生活の維持・向上を目的に援助を行っている。当院デイケアの利用者
は 1日約 30 人程であり、統合失調症やアルコール依存症、うつ病、発達
障害など疾患も多様で、年齢も幅が広い。また新規利用者や、就労・社会
復帰を目指す利用者、長期間居場所として過ごしている利用者などが混
在しており、個人によって利用目的も様々である。デイケアプログラム
は、曜日ごとに園芸や喫茶活動、野外活動、就労支援などを行っている。
デイケアプログラム形態は一部のプログラムを除き、オープングループ
で行うものが多く、参加者人数も多いため大集団となっている。しかし
オープングループでは、対人緊張の高い人や、新規のデイケア利用者に
とってはプログラムに参加しづらく、結果 1人で過ごしたり、デイケア利
用自体も定着しにくい現状があった。そこで筆者は、これらの利用者を受
け入れる小集団のセミクローズドグループのプログラムを導入すること
にした。担当スタッフは臨床心理士と作業療法士で、対象者は、対人緊張
が高く大集団に入れない人、密度の濃い対人交流は出来ないが他者とも
少し交流を図りながら活動をしたいという人とした。プログラム内容は、
自分自身の身体に注意を向け身体をコントロールし、心身を休めること
が出来るストレッチや呼吸法、また簡単な創作活動等を実施している。今
回の報告では、プログラムの詳細や利用者の意見等をふまえ考察し、報告
する。

P3-3-3 男性慢性期病棟の作業療法プログラムに関す
るニーズ調査

○
みやざき あ い り

宮崎 愛里
NHO 肥前精神医療センター リハビリテーション科

私は今年度より、精神科の慢性期病棟の作業療法士として働いている。
長期入院患者様の多い病棟では、現在のプログラム構成では参加される
患者様と参加されない患者様の固定化が生じているように思われる。現
在、病棟で実施している作業療法プログラムは、オープングループでの実
施が大半を占めており、対人関係や集団が苦手な患者様にとって参加を
敬遠してしまう理由の 1つなのかもしれない。
そのため、今回作業療法プログラムに対するニーズ調査を行い患者様

自身が現在のプログラムの参加に対して、どのように考えているのか、ま
た、今後行ってみたいプログラムについてのアンケート調査を行うと同
時に、現在の生活の中で困っていることや、どのようなことに興味がある
のかの調査を実施し、考察を行う。それにより、現在行っているプログラ
ムの改善点を見出したり、新プログラムの導入を検討していきたい。
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P3-3-4 心因性の非てんかん発作を併せ持つてんかん
患者に対するカウンセリング

○
よ し の み ほ こ

吉野 美穂子
NHO 西新潟中央病院 リハビリテーション科

てんかんに合併する精神症状は多彩であり、とくに投薬によっててん
かん発作が抑制されない難治てんかんでは、精神症状を合併する率が高
くなる。てんかんに合併する精神症状は、「精神病性障害」と「神経症性
障害」に大別することが出来る。神経症性障害でもっとも多くみられるの
は、心因性の非てんかん発作（疑似発作）だが、これはしばしばてんかん
発作によく似た発作を呈する。このため本人も家族もそれをてんかん発
作と認識し、報告するため、度重なる救急要請や抗てんかん薬の不適切な
増加につながる場合もある。本研究では、カウンセリングを通して患者自
ら非てんかん発作の原因を理解し、非てんかん発作が減少した例を取り
上げて、患者の自己理解の過程を明らかにしたい。

P3-3-5 心理検査のフィードバック面接のあり方につ
いて

○
えいなが な み

榮永 奈美1、安田 寛二2

NHO 静岡富士病院 機能訓練室1、NHO 静岡富士病院 小児科医長2

・概要 当院の小児発達外来では、発達障害を抱える患者を対象に、知能
検査（WISC 知能検査、田中ビネー式知能検査等）を実施している。後日
フィードバック面接にて心理士から患者家族に 20 分～1時間かけて結果
を伝えている。フィードバック面接では、患者家族から普段の様子や気が
かりな事が語られ、双方の見方のすり合わせや整理により理解が深めら
れる。今回はフィードバック面接に対する患者家族のニーズを把握する
ためアンケート調査を実施した。・方法 期間はH25.6～H26.5 で、計 65
名の患者家族を対象とし、フィードバック面接前にアンケートを実施し
た。患者の年齢層は、就学前児 2名、小学生 39 名、中高生 22 名、社会人
2名であり、すでに発達障害と診断されている。検査理由は、患者のうち
約 9割が社会資源利用の為の診断書記載に要するとされ、過去に検査経
験のある者も多かった。アンケートは、1．心理検査についての簡単な説
明 2．患者の検査時の様子 3．患者の得意・不得意なところ 4．特に
なし とし、関心のある項目にチェックしてもらう形とした。最後に自由
記述欄も設けた。・結果 アンケート回答率は 100％で 1．66％ 2．60％
3．81％ 4．2％という結果であった。自由回答では、発達段階や前回検査
からの変化を知りたいという意見や、日常場面での患者へのより良い接
し方のヒントを得たいという意見が挙げられた。・考察 今回アンケー
ト調査から、検査目的が診断書記載であっても患者家族のフィードバッ
ク面接への期待は高く、患者を理解する機会と捉えられていることが示
唆された。今後も患者家族のニーズに沿った質の高いフィードバック面
接を目指して、検証を続ける必要がある。

P3-3-6 姿勢の崩れに伴う危険予測の違い～精神科入
院患者と一般男性の比較～

○
な が お ゆ か

永尾 結花
NHO 肥前精神医療センター リハビリテーション科

私が現在担当する病棟では、精神科入院患者の体力の把握、また患者自身
が自らの体力を知る機会とするために月に一度体力測定を実施してい
る。その体力測定時、スタッフ側から見て明らかに危険を感じるような姿
勢の崩れが見られる場面であっても、患者は危険を感じていない様子が
みられた。このことから私は、このように姿勢の崩れを伴う場面におい
て、精神科入院患者は“危険だ”、“怖い”といった危険予測に問題がある
のではないかと考える。そこで今回、危険予測に関する調査を計画し、精
神科入院患者と一般男性を比較し得られた結果を基に考察したい。

P3-3-7 精神科単科病院での理学療法の取り組みと今
後の展望について

○
たかはし あ ゆ み

高橋 亜由美、水城 達也
NHO 肥前精神医療センター リハビリテーション科

精神科単科病院である当院において身体へのアプローチの必要性の高
まりに伴い、初めて理学療法士として採用され、患者様の診療にあたるこ
ととなった。理学療法士 2名作業療法士 1名言語聴覚士 1名の計 4名で
身体ケアとしてのチームを組み、院内の身体に問題のある患者様のリハ
ビリを担当する事となった。これまでリハビリと言えば精神科作業療法
をイメージする院内のスタッフに対し、まず疾患別リハビリテーション
の説明から始め、道具を揃えたり、書類の整備を行うなどの一般的な事務
作業を進め、徐々に診療をスタートさせていった。精神疾患による入院
は、精神症状によっては生命保護のため拘束を余儀なくされる。また、治
療のために刺激を制限した環境整備も行われる。薬のコントロールにも
一定以上の時間を要し入院が長期化しやすい。薬の副作用によるふらつ
きやパーキンソニズムもあり、ほとんどの患者さまが身体的な問題を抱
えていると言える。しかし、実際に関わろうとすると、精神科特有のスケ
ジュール、認知面の問題、精神症状など多くの問題により、スムーズに受
け入れられなかった。そんな中で多くの需要に対処するために集団での
体操を取り入れたり、個別のリハビリの中で感情のモニタリングを取り
入れるなどの対応を行い、患者様や職員の受け入れも徐々に変わってき
たように思う。まだまだ試行錯誤中ではあるがこれまで取り組んできた
中での問題点、それに対する対応と今後の精神科領域での理学療法士の
展望について思うところをまとめ、報告したいと思う。
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P3-4-1 統合失調症患者に向けて行った疾患教育の評
価

○
さ の ゆ り

佐野 友梨、井上 超、柄田 賢志、中島 百合
NHO 久里浜医療センター 東5病棟

【はじめに】統合失調症の治療において患者の服薬アドヒアランスは疾患
の予後に大きく関与するものであり、疾患教育はその予後をより良いも
のにするために必要なものであると考えられる。平成 24 年度に実施した
冊子を使用した疾患教育では参加者の少なさが課題となった。これを踏
まえ今回の研究ではVTRを使用した疾患教育を実施し、その評価と課題
をまとめたためこれを報告する。【方法】病棟独自で作成した疾患教育用
のVTRを使用し、6名の患者に対して疾患教育を実施した。その前後で
DAI�30 を基に病棟独自で作成したアンケート用紙を用いて調査を行い、
結果を数値化して疾患教育の効果を評価・分析した。【結果】期間中（平
成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月）に疾患教育とその前後でのアンケート調
査を 6名に対して実施した結果、VTRの視聴回数は平均 15 回、最少 4
回、最多 36 回と大きくばらつきがみられた。またアンケートには回答し
ていないVTR視聴のみの参加は 63 名であった。疾患教育前後のアン
ケートの結果を比較すると、「薬のイメージ」についてはネガティブな回
答へ、その他の 3つの項目（「内服する理由」、「内服の継続性」、「ストレ
スへの対応」）ではポジティブな回答への変化が確認できた。【まとめ】今
回の研究では、研究に同意した 6名に加えVTR視聴のみではあるが 63
名が疾患教育に参加した。このことから課題であった参加人数の少なさ
は改善され、服薬のアドヒアランスに対する有効性もアンケート結果か
ら確認することができた。しかし「薬のイメージ」という個別性の高い項
目に関しては、VTRのみでは教育効果が不十分なことが明らかとなっ
た。

P3-4-2 榊原病院での包括的暴力防止プログラム
（CVPPP）トレーナー研修の工夫

○
ま き の ひでゆき

牧野 英之、山本 克子
NHO 榊原病院 看護課

当院では、平成 21 年から院外向けのCVPPP トレーナーコース研修（以
下CVPPP 研修）を行っている。開始当初の研修の受講者は、院内スタッ
フ中心であったが、現在では、院外受講者と新採用スタッフが中心となっ
ている。そのため、基本的に全看護師がCVPPP 研修を受講しており、ま
た可能な限り看護師以外の職種も受講してもらっている。先行研究で、
CVPPP 研修のトレーナーとして指導することにより、臨床での暴力場面
での積極的な介入が見られたり、患者の立場で考えたりするなどの行動
変容に至っている。また、トレーナーの回数が多いほど、暴力場面での介
入の自己効力感が高いとされている。そのために、実践に活かすことがで
きるためには、トレーナーとして指導に携わることが必要であると考え
る。そのことから、当院では、なるべく多くのスタッフがCVPPP トレー
ナーとして活動できるように取り組んでいる。その取り組みとして、1．
CVPPP トレーナーメンバーは、医療観察法病棟スタッフのみで行わず、
医療観察法病棟以外のスタッフも行う、2．CVPPP トレーナーメンバーの
固定化をしない、3．CVPPP 研修にはなるべく多くのトレーナーを配置
し、受講者には制限を設ける、4．CVPPP トレーナーは、多職種で行うこ
と、 5．計画的にCVPPP トレーナーを育てるなどの工夫を行っている。
しかし、多くのスタッフがCVPPP トレーナーとして活動することによ
り、一人のCVPPP トレーナーを行う回数が減るという問題も起こる。そ
のため、1．CVPPP 研修の回数を増やす（H25 年度は、トレーナー認定研
修 3回、フォローアップ研修 1回、医療観察法開棟前研修 1回）、2．他の
病院での出張での開催を行うなどの工夫を行っている。

P3-4-3 急性期精神疾患患者に対する保護室行動拡大
評価シートの導入―看護師の不安に対するア
ンケート調査からの一考察―

○
よしはし くにやす

吉橋 邦泰1、若林 美幸1、浅川 剛一1、坂口 節子1、田中 留伊2

NHO 小諸高原病院 1病棟1、東京医療保健大学2

【はじめに】当病棟は精神科急性期の閉鎖病棟で、保護室 10 床を有してい
る。自傷他害リスクの高い患者が保護室を使用する場合、患者の行動制限
は医師の指示箋で行ない、細かな患者の要求に対しては、カンファレンス
や看護師個々の経験的判断で対応している。しかし、看護の一貫性が図れ
ず対応に苦慮することや、看護師が患者との関係構築の上で大きなスト
レスになっている。特に、保護室患者の看護経験が 1年未満の看護師は、
自身の判断に不安を感じている場合が少なくない。そこで、患者の病状評
価から個別行動拡大に繋がるように、 保護室行動拡大評価シート（以下、
評価シート）を作成し、 個別性・一貫性のある看護を提供するとともに、
看護師の不安の軽減効果についてアンケート調査を行った。【方法】1．評
価シートの作成 2．評価シートを使用前後で、看護師 19 名へ保護室使用・
中止のタイミング、危険物（筆記用具など）、喫煙・入浴等の判断につい
て、自記式アンケート調査を行い、量的・質的分析を行う。【結果・考察】
評価シート導入により、「筆記用具・ベルト等は迷う」35％から 13％に、
「喫煙は迷う」35％から 11％に、「入浴許可と方法は迷う」19％から 11％
に変化し効果がみられた。「根拠に基づいて指示を考えるようになっ
た」47％「患者の状態に合った行動制限になった」71％と回答があった。
行動制限対応に関する看護師の不安は、評価シート使用前を 5とすると
使用後は 2.45 となり、不安の軽減に繋がった。しかし、患者の暴言・暴力
に対する恐怖や不安については、精神的サポートシステムが必要であり、
安全面への個別配慮が重要である。

P3-4-4 認知症高齢者が落ち着いた入院生活ができる
ためのプランニングの1事例～暮らしに沿っ
たプランニングが認知症高齢者にもたらす効
果～

○
ひろさわ か ず や

廣澤 和也1、島田 多恵子1、小竹 芳春1、内山 千恵子1、
田中 留伊2

NHO 小諸高原病院 看護課1、東京医療保健大学 東が丘看護学部 准教授2

【はじめに】アルツハイマー型認知症のA氏、女性、82 歳は「帰りたい」
「電話をしたい」等と言いながら病棟内を徘徊し、興奮している状態で
あった。そこで、A氏の暮らしに沿ったプランニングを実施した結果、落
ち着いた入院生活を送ることができるようになったため、プランニング
の効果について報告する。【方法】期間：2013 年 9 月から 11 月。A氏と
家族から生活史・ニーズの情報を得て、プランニングを立案・実践する。
評価は、要求時の表情・NMスケール、N�ADL・DBD・CDR�J を用い
る。【結果・考察】入院前A氏は社交的だったことから、A氏の好きな洋
服を選択し単独の付添散歩を行った。家族の面会を忘れるので、趣味の書
道を活かし、家族の面会時に写真を撮り日時・面会者名を記載して貰い、
部屋に飾り、写真に自分で書いた字をみて納得した。1か月後から笑顔に
なり、「ありがとう」と言葉を発し、行動に変化がみられた。プランニン
グ実践前後で、N�ADL25 点から 35 点、NMスケール 21 点から 29 点へと
改善し、NMスケールの評価項目毎で比較すると、関心・意欲・交流・会
話が改善した。A氏にとって入院という生活環境の変化は不快の刺激と
なり、そこから行動・心理症状が出現し、悪循環に陥っていた。そこで、
入院前の生活史を取り入れたプランニングを実施したことは、物事への
関心と行動意欲を高める手続き記憶へ働きかけ、落ち着いた生活を送る
ことに繋がったと考える。また、傾聴しながら受容的な態度で接したこ
と、個別に関わり好きなことを一緒に行ったことが、笑顔で感謝の発言と
なり、行動・心理症状が軽減して良循環を形成することができたと考え
る。
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P3-4-5 慢性期精神科病棟における運動による転倒・
転落予防の効果について～リズム体操を行う
前とその後を比較して～

○
たかはし け ん た

高橋 健太、関 賢人、松田 勝美
NHO さいがた医療センター 看護師

【はじめに】転倒予防に運動を取り入れている病院や施設は多く、先行研
究でも運動を取り入れてから転倒件数が減少したとの報告もある。当病
棟でも加齢に伴い身体諸機能は徐々に衰えていき年齢に見合った体力を
維持・増進する必要性が高いと考える。慢性期精神科で入院患者の平均
年齢は 65.8 歳であり、転倒・転落の件数が増加傾向にある。今回、運動が
転倒転落予防に効果があるのか検証した結果をここに報告する。【目的】
当病棟では、2年前から作業療法士による棒体操（筋力低下予防）を行っ
ている。今回、棒体操以外に看護師が主体となってリズム体操を取り入れ
た事で実施前とその後を比較して運動は転倒・転落予防に効果があるの
か明らかにする。【方法】対象：H24 年 4 月 1 日～H25 年 12 月 31 日まで
の南 2病棟 入院中の患者期間：倫理審査認定後～H25 年 12 月 31 日ま
で体操の実施期間と内容・平成 25 年 9 月～12 月までの平日のみ。・座位
での踵上げ 15 回、下肢の拳上各 15 回、椅子からの立ち上がり 15 回、曲
に合わせた足ふみ運動 2分データ収集・分析：2ヶ月毎に 30 秒間椅子か
らの立ち上がり回数、落下棒テストを実施して体力が向上しているか調
べる。体操開始時とその後の転倒件数や転倒時の外傷の程度を調べる。
【結果】体力測定は同意を得られた患者 10 名で行った。10 名とも数値に明
らかな変化はなかったが、数値が測定開始時より悪くなることはなかっ
た。転倒件数は昨年度に比べて増加したが、軽傷で済むように回避出来た
事例が増えた。このことから習慣的な運動は筋力の増加・維持に繋がり、
転倒・転落時の患者に与える影響の縮小に繋がった。

P3-4-6 精神科慢性期病棟における転倒予防体操の効
果―体操プログラムの考案と患者教育を実施
して―

○
あさかわ え み こ

浅川 恵美子1、安川 真澄1、鈴木 小絵1、荒川 好美1、田中 留伊2

NHO 小諸高原病院 精神科 慢性期病棟1、東京医療保健大学2

【はじめに】当病棟の転倒・転落事例は複数回の転倒が 65％を占めてい
る。平成 24 年度から入院患者対象にストレッチ体操を行っているが、転
倒予防に対する患者の動機付けの不足から転倒は減少に繋がっていな
い。そこで、転倒を繰り返す患者に体操プログラムを作成・実施すること
で転倒予防に対する患者の意識向上を図った。【方法・評価】1．研究期間
平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月 2．対象者 10 名、平均年齢 70.3 歳 3．
理学療法士と連携し座位・立位で行う体操約 10 分間毎日実施 4．体操
出席カードの作成 5．転倒予防のビデオ学習会 6．体操効果は健脚度・
自己効力感尺度・転倒回数で評価した【結果・考察】実施前後の比較でみ
ると、参加率は 16％から 68.5％に上昇、体操実施 4ヶ月後の健脚度は 2.2
点から 2.3 点に上昇した。転倒回数は 1.0 回�月から 0.25 回�月と減少し
た。転倒自己効力感尺度は、2.1 点上昇した。参加率が上がり転倒回数が
下がったことは、出席カード使用により他者との競争意識がめばえ、楽し
みながら実施できる本プログラムの効果といえる。看護師が作成した転
倒予防ビデオを見ながら、転倒の要因と対策についての話し合いのなか
で「転ばないように気をつけなければいけない。」という発言が聞かれた。
【結論】1．体操プログラムを実施することは転倒を予防するうえで効果が
あった。2．ビデオ学習会は安全意識を高めることに効果があった。3．高
齢の精神障害者に転倒予防の自己効力感、健脚度を高めるためには体操
や学習会の継続が重要である。

P3-4-7 精神科病院長期入院患者における高齢の保護
者が抱える問題―「予防的家族看護介入プログ
ラム」の「6つの質問」を活用した2事例―

○
やまざき ま よ

山崎 真代、牧野 英之、稲垣 信子
NHO 榊原病院 看護課

【目的】精神科病院長期入院患者における高齢の保護者に対して面談を行
い、どのような問題を抱えているのかを明らかにし、その支援を考察す
る。【方法】研究対象者：A病院の精神科病棟に長期入院している患者の
高齢の保護者データ収集方法：面談時の家族および研究者の言葉をメモ
しそれに基づきその内容を抜粋する。分析方法：面談時の対象者の言動
と対象者家族への看護介入から分析する。【結果・考察】2事例の面談の結
果から高齢である家族には共通した問題点が 2つあると考える。1つ目
は、家族は患者に対して支援をしようと思っているが、加齢とともに身体
的な健康問題が生じ、手段的支援が難しいという状況があるということ
である。面談者は、家族の一員である患者のことを気にかけ、支えたい・
力になりたいと考えている。その一方で、加齢とともに次々に身体的な症
状が出現して支援が難しい状態であり、今後の支援の困難さを感じてい
ると考える。2つ目はキーパーソン以外の家族メンバーの理解が乏しく、
協力が得られにくい現状があるということである。今回のケースでは、特
に血縁関係のない家族メンバーが、精神疾患や精神障がい者に対して偏
見があり関心が薄く理解が乏しいことが明らかになった。よって研究対
象者はサポートを得られず、抱えている思いを周囲へ表出できないこと
から、孤独感や辛い思いを抱えている現状があると考える。【結論】高齢
である保護者は、1．支援をしようと思っているが、加齢とともに身体的
な健康問題が生じ手段的支援が難しい、2．血縁関係のない家族メンバー
の理解が乏しく、協力を得るのが困難という問題を抱えていることが明
らかになった。

P3-5-1 再入院を繰り返す心不全患者の自己管理の現
状

○
もりおか さき

森岡 咲、井上 安奈、甲斐 万理子、金山 美紀、福峯 美智代
NHO 大阪医療センター 東7病棟

【目的】心不全患者の再発については、自己管理不足が要因となっている
ことが示唆されている。そこで患者の自己管理の現状を明らかにして今
後の指導に役立てたい。【方法】2012 年度の 1年間で心不全増悪にて 2
回以上入院した患者 13 名にインタビューを実施。自己管理の状況に応じ
て要因を分類した。【成績】インタビューの結果、自己管理を行う理由は
「医師・看護師に言われたから」「症状出現に恐怖心があるから」であっ
た。自己評価で、自己管理を行っている人は、再入院の原因を理解してい
る人と理解していない人がおり、また指導内容についても覚えている人
と覚えていない人がいた。自己管理を行っていない人は、「再入院の原因
を理解していない」「注意点については述べられる」「指導内容を忘れてい
る」の 3つに分類された。自己管理を行っている人でも、再入院の原因や
指導内容を覚えていなかったり、また覚えていても再入院していること
から、適切な行動にはつながっていないことが考えられる。指導内容は覚
えているが、自己管理を行っていない人では、病状の悪化予防より優先し
たい価値が存在しており、今までの生活習慣を変更することが容易でな
いという現状が明らかとなった。今後は、患者の価値観について意図的に
情報収集し、意志を尊重した上で、実現可能な具体的目標が設定できるよ
うに取り組んでいきたい。【結論】再入院を繰り返す心不全患者の自己管
理の現状として以下のことが明らかとなった。1．自己管理を行っている
と認識しているが、適切な行動につながっていない。2．患者には症状の
悪化より、優先したい価値観が存在している。
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P3-5-2 腹腔鏡下手術体位における体温管理と皮膚障
害予防～ウォーマーマットを使用しての職員
モデルでの検証～

○
す だ さ や か

須田 さや香、市村 友子、玉谷 美歌、浅井 康枝、
中塚 真理子、中谷 一美

NHO 金沢医療センター 中央手術部

【はじめに】ウォーマーマットを使用しながら，効果的な低体温予防が実
施でき，また皮膚障害の発生をおこさないことを確認することを目的と
して，患者に安全な手術室看護を実践するために，職員モデルでの体温管
理と皮膚障害に関して実験をおこなった．【方法】3種類の除圧マット
（MPOマット，ソフトナース，ゲルマット）にて基準体位を設定し実験し
た．1）体温測定は 60 分間行い，その間は 10 分ごとに中枢温と皮膚温を
測定した．2）体圧測定はウォーマーマットの上に除圧マットを敷き，体
圧を測定した．【結果】1）60 分後の中枢温の測定結果，上昇温の平均値は
MPOマット 0.5±0.08℃，ソフトナース 0.4±0.11℃，ゲルマット 0.4±0.04
℃と上昇した．2）体圧測定の結果 SE値は，MPOマットは 0�10mmHg
が 75％であり，10�20mmHgは 25％であった．ソフトナースは 0�10
mmHgが 35％で 10�20mmHgが 65％であった．ゲルマットは 0�10
mmHgが 30％で 10�20mmHgが 50％で 20�30mmHgが 20％み ら れ
た．【考察】中枢温の上昇温はどの時間帯においても他の除圧マットより
MPOマットが高かった．皮膚温はどの除圧マットを使用しても中枢温に
近づいており，上昇温度に差はなかった．除圧マットごとの体圧の平均値
を比べると，MPOマットが一番体圧が低いことがわかる．ゲルマットは
90�100mmHgの体圧を示し，全体的に体圧が高いことが示された．また，
SE値の比較をすると， MPOマットの SE値は 0�10mmHgの面が多く，
比較的どんな体型にも使用できることがわかった．【まとめ】職員モデル
においての実験結果より体温管理，皮膚障害の予防を考えると，ウォー
マーマットおよび，MPOマットを使用していくことが望ましいといえ
る．

P3-5-3 肺腫瘍患者の周術期における看護介入の統一
を図って コーチ2とプリンス・ヘンリーペ
インスケールを用いての評価

○
し が み な み

志賀 美南、加藤 睦美、竹ノ内 路子、福光 尚子、手島 美香、
沖村 良子、佐々木 亜弥

NHO 東広島医療センター 2病棟

【研究目的】肺腫瘍患者の周術期における、統一した看護介入の有効性を
明確にする。【研究方法】1、期間 平成 25 年 6 月～平成 25 年 10 月 2、対
象 肺腫瘍に対し、肺葉切除・肺区域切除・肺部分切除を受ける患者 5
名 3、方法 1）プリンス・ヘンリーペインスケールの導入 2）コーチ 2
の実施、最高値の記録 3）1）2）を経過表に入力、離床状況・受け止め
方を記録 4）事例検討【結果・考察】コーチ 2の値・ペインスケール値・
鎮痛剤の使用状況、離床状況と受け止め方を記録し、看護介入を統一し
た。この結果、ペインコントロール状況を看護師が共通の視点で評価出来
るようになり、目標逸脱時は鎮痛剤を使用し、痛みがコントロール出来、
深呼吸や体動拡大の促進に繋がった。コーチ 2の値を意識し、患者と看護
師間で数値を共有した事で、日々の声掛けや継続した関わりが出来るよ
うになり、回復意欲への援助と回復過程の評価となった。ペインコント
ロールの目標逸脱とコーチ 2の回復が進まなかった事例では、術前の看
護介入が少なかった。術前の呼吸訓練習得の重要性を、認識して介入する
必要がある。【結論】1 介入方法を統一し、コーチ 2の継続した促進と記
録、および、ペインスケールの目標範囲に入るようペインコントロールし
たことは、患者の身体回復と回復意欲への援助に有効である 2 プリン
ス・ヘンリーペインスケールと コーチ 2の値は回復過程の評価に有効
である 3 術前の呼吸訓練の習得は、指導の統一だけではなく看護介入を
見直していく

P3-5-4 看護職者におけるストーマリハビリテーショ
ンに対する自信に影響する要因

○
やまがみ ま な み

山上 真奈美、朽網 千佳、須田木 典子、丁子 絢子、
矢口 亜季、福元 大介

NHO 東京医療センター 看護部 6階A病棟

【研究目的】ストーマリハビリテーションに対する看護者の自信に影響
する要因を評価し再分析する。【研究方法】1．研究デザイン：横断的因子
探索型研究 2．研究対象：B病院 5病棟看護師 180 名【結果】自身尺度総
得点と 3つの下位尺度「知識を活かした判断」「確実な技術」「ストーマリ
ハビリテーションに対する興味」を従属変数とし、自信に関連すると思わ
れる項目 10 項目を独立変数に設定し、重回帰分析を行った。1．自信度得
点には、ストーマ経験年数、ストーマに対する興味、院外研修参加回数に
関連があった。2．【知識を活かした判断】には、ストーマ経験年数、リー
ダー経験の有無に関連があった。「確実な技術」には、ストーマ経験年数、
院外研修参加回数、ストーマへの興味に関連があった。「ストーマリハビ
リテーション対する興味」にはストーマへの興味に関連があった。【考察】
1．外科病棟勤務看護師の自信度得点とプライマリー経験件数との関連は
みられなかった。プライマイリーでなくてもストーマケアを実施するた
めであると考える。2．下位尺度に影響を与える要因は、経験年数が長い
ことでリーダー業務を経験し業務においてケアの対処方法を考え判断
し、指導するため影響を与えると考える。【結論】自信に影響する要因は
ストーマリハビリテーションの経験が長いこと、院外研修参加回数が多
いこと、ストーマへの興味があることがわかった。スタッフが興味を持て
る勉強会の開催、研修参加の呼びかけなど環境調整が必要だと考えた。

P3-5-5 高齢者におけるストーマケア習得のための指
導―エンパワーメントの促進を目指した指導
を振り返る―

○
な が お こうすけ

長尾 孝介
国立長寿医療研究センター 看護部 中3病棟

【研究目的】
ストーマを造設した高齢患者に対して行われたエンパワーメントを活

用した看護実践を分析し、入院中に行う必要があるストーマケア指導に
ついて明らかにする。
【研究方法】
チェックリストとパンフレットを用いてストーマケア指導を行い、文

献を用いて行われた看護実践について考察する。
【結果】
A氏、80 歳代、男性、直腸がん、ADL自立、認知症なし。術後にストー

マ周囲皮膚障害を起こし、創部の治癒遅延により入院期間が長期となっ
た。入院期間は 2013 年 5 月～7月（69 日間）。
術後にストーマ周囲皮膚障害を起こし、ストーマケア指導に着手する

のに時間を要した。皮膚障害が改善し指導の段階に入っても、はじめはA
氏から意欲がみられなかった。ストーマケア指導は、A氏と目標を共有し
て、エンパワーメントを促進するために 1つ 1つの手順を確認しながら
A氏が主体的に取り組めるよう指導を行った。毎回振り返りを行い、A
氏と課題・次の目標を共有するようにした。その結果、A氏から積極的な
姿勢がみられるようになり、ストーマケアが自立、自宅に退院となった。
【考察】
A氏は認知力の低下はなく理解力もあったため、目標設定をして根拠

に基づいた指導を継続することでストーマケアを習得することができ
た。高齢者であっても、患者自身の能力に着目してエンパワーメントの促
進を目指した看護援助を行うことは、自己効力感を高めることにつなが
り有効であった。
【結論】
高齢者が主体的にストーマケアに取り組むことができるようにするた

めには、個々の患者のもっている能力に着目してエンパワーメントを促
進させる援助を行うことが有効である。
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P3-5-6 看護記録の改善に向けて一時的・突発的問題
の評価に着目して行った指導の効果

○
お ざ わ ち か こ

男澤 千佳子、田代 圭子、宮崎 里美、超猪 裕生、君恵 優子
国立療養所菊池恵楓園 看護部

【はじめに】A園の看護記録基準では、一時的・突発的問題は 24 時間以内
に評価を行い、その旨を記録に残す事になっている。しかし、数日間記録
の評価がない状況が多々ある。そこで、看護師に意識調査を行い、評価が
行われていない理由を明らかにし、看護記録マニュアルと記載基準に基
づいた学習会と副看護師長による指導を行った結果、改善することがで
きたので報告する。【方法】研究期間 2013 年 6 月～12 月、1）看護師 70
名に意識調査、2）全入院患者の記録から評価の記載状況を調査し指導前
後を比較した。【倫理的配慮】個人が特定されないように処理し研究の目
的以外に使用しないことを説明し了承を得た。【結果】意識調査の結果は、
一時的・突発的問題を 24 時間以内に評価し継続する必要がある場合は
看護問題としてリストアップする事を知っていたのは 47 名（67％）だっ
た。しかし、必要時必ず看護問題として継続したのは 6名（13％）、継続
が必要であるが問題リストとして挙げなかった事があるのは 36 名
（76％）、評価したことがないのは 5名（11％）だった。評価をしなかった
理由は、時間がない・受け持ち看護師の役割と思っていた・記載方法が
不明・他の看護師もしていない等であった。指導前後の評価の記載状況
を比較すると、指導前の評価記載が 5％で、指導後が 89％と変化し有意
な差があった。【結論】一時的・突発的問題に対する評価の記録の必要性
は知っているが、記録基準の周知不足・担当看護師の役割に対する認識
不足が評価記載を不十分にしていることが明らかとなった。それに基づ
いた記録の学習会や個別の機会的指導を行ったことが記録の改善に効果
的だった。

P3-5-7 ICU回診における看護師の意識調査

○
かわかみ

河上 ひとみ、中尾 直子、奥村 佳寿子
NHO 嬉野医療センター 看護部 西2病棟

【はじめに】現在 ICU・救命センターでは救急医、看護師、薬剤師、栄養
士、理学療法士を交えた ICU回診を行い、患者の現状や今後の治療方針
について検討している。その内容を ICU回診シートに記載しているが、
話し合った内容を看護計画に反映できていない現状にある。そこで今回
看護師が ICU回診時に収集した情報をどのような方法で伝達し看護へ活
かしているか実態調査を行い問題点が明確になったためここに報告す
る。【方法】ICU・救命センター看護師 30 名に対し ICU回診に関すること
について質問調査紙を使用し実施。項目は「ICU回診の重要性」「回診内容
の確認方法」「回診時の情提供内容」「回診内容を情報共有するための工
夫」「回診内容の看護計画への反映」とし 4件法にて回答してもらい、選択
した理由についても分析を行った。【結果】ICU回診が重要と認識してい
る看護師が 9割を占めていた。回診シートに目を通していない看護師は 7
割で、その理由は「回診内容が記載されていないことが多い」「見にくい」
という内容であった。また、回診時の内容を情報共有する手段として口頭
での申し送りを選択した看護師が 7割を占め、看護計画に十分に活かし
ていると答えた看護師は 1割程度であった。【考察】ICU回診後の内容を
申し送りや他の媒体で伝達を補完する看護師が多いことから、確実に患
者の状態が把握でき、治療方針や経過が示されるような情報共有ツール
の改善や、回診結果を確実に記載する運用方法の検討が必要であること
が考えられた。【おわりに】ICU回診後の問題点が明確となったため、今
後はチームで情報共有でき、同じ目標に向かって治療・看護を提供でき
るような取り組みをしていきたいと考える。

P3-5-8 大腸癌術後のドレーン排液の異常に対するス
ケール使用の有効性―医師・看護師間の判断
の統一をはかって―

○
ひらきうち ゆかり

開内 紫1、岩本 実奈美1、川前 沙耶1、石脇 由貴1、
田中 沙也佳1、川島 美由紀1、中原 孝子1、稲垣 恵子2、
井上 雅史3

NHO 呉医療センター 看護部1、NHO 賀茂精神医療センター2、
NHO 呉医療センター 外科3

【目的】ドレーン排液の色調スケールの有用性を明らかにすることで、経
験年数等に関わらず、医師・看護師が同様に排液異常の判断ができるか
どうかを明らかにする。【方法】1．期間：2013 年 5 月～9月。2．対象：
消化器外科病棟勤務看護師 32 名、医師 7名。3．データ収集方法：医師の
指導のもと、正常時・異常時のドレーン排液スケールを作成し、大腸癌術
後のドレーン挿入患者へ使用した。スケールの評価として、スケール使用
前後の看護記録等の内容や報告状況の変化を比較した。またスケール使
用による評価についてアンケートを実施した。4．分析方法：アンケート
結果を単純集計した。5．倫理的配慮：対象者に対して、研究の趣旨およ
び研究への参加は自由であり、同意しない場合でも不利益や負担が生じ
ないことを説明した。【結果・考察】スケール導入後は、ドレーンの排液
色は一貫してスケール数値で記載されるため、カルテから医師・看護師
間で排液色に関する統一した情報を得ることができるようになった。ア
ンケートから 7割の看護師、8割の医師が「スケールが活用しやすかった」
との結果が得られており、排液色に対する個人差も 8割の看護師、7割の
医師が「色の判断に対する個人差は少なくなった」と答えている。これは
スケールがあることにより、個人的な色表現ではなく同一の視点・イ
メージを置くことができ、排液の異常においての判断が行いやすくなっ
たためと考える。ドレーンの排液色の判断は、患者の状態を把握するため
にとても重要な指標の一つである。上記のことからスケールの導入は、ス
タッフ内での排液色の判断の統一に効果があったのではないかと考え
る。

P3-6-1 看護師が抱く医療観察法病棟のイメージにつ
いて

○
み は ら ひであき

三原 英昭、福岡 透、橋本 琢磨、田代 みゆき、相澤 幸司
NHO 久里浜医療センター 看護課 なぎさ病棟

久里浜医療センター医療観察法病棟は平成 18 年 4 月 1 日に、しおさい病
棟 33 床、平成 20 年 10 月 1 日なぎさ病棟 17 床が開棟した。開棟当時、配
置換えの際に不安を感じる看護師が多くいた。現在、勤務中の看護師も配
置換えの際は、不安を抱いていたと語っている。今後も医療観察法病棟未
経験者は、医療観察法病棟への配置換えに対し、不安を抱くことが予想さ
れる。今回、久里浜医療センターに勤務する看護師が医療観察法病棟に対
し、どのようなイメージを持っているか全看護師を対象にアンケート調
査を実施、144 名から回答を得た。質問項目として 1）1病棟の雰囲気，2
入院患者は危険だと思うか，3他の病棟と比べ暴力や他害行為が多いと思
うか，4勤務するのは怖いと思うか，5仕事内容は解るか，6勤務したい
（継続したい）と思うか，7やりがいがあると思うか、2）医療観察法病棟
に勤務した場合「嫌」だと思う選択肢は 1患者との関わりが難しい，2
新たに勉強する特殊なことが多い，3患者のアセスメントが難しい，4
法律の知識が必要，5看護師として特殊な業務，6患者を受け持つことは
ストレス，7業務の種類が多岐にわたる，8専門性が高い，9看護師に求め
られる役割が他の職種と重なるためわかりづらい。「よい」と思う選択肢
は、1入院から退院まで 1人の患者にじっくり関われる，2勤務時間の調
整がしやすい，3新しい勉強ができる，4一般病棟と比べスタッフの配置
が手厚い，5他の職種と連携して仕事ができる，6設備が充実してる、以
上の項目を医療観察法病棟での業務経験が有るか無いかで単純集計し比
較した。経験者と未経験者では異なるイメージを持っていたことが明ら
かとなり、今回の結果に基づいて考察した。
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P3-6-2 CVPPP研修で学ぶディエスカレーションス
キルの有効性の検証

○
さいとう え つ こ

齋藤 恵津子1、本間 寿博1、戸高 聰2、山田 洋1、川端 恵1、
松本 文彦1、矢部 優子1

NHO 久里浜医療センター 看護課 しおさい病棟1、
NHO 肥前精神医療センター 看護部2

【はじめに】CVPPP（包括的暴力防止プログラム）の構成要素のうちディ
エスカレーションに関しては、身体介入技術とは異なりスキルの向上が
実感しにくいのが現状である。今回ディエスカレーションの講義を実施
し、受講者へのアンケート調査により講義の有効性の検証を行なった。
【結果】回答をそれぞれX2検定にて統計をおこなったが、統計的に有意差
が確認できる程「役立つ」と感じられているという回答はなく、性別、
CVPPP トレーナー資格の有無、精神科経験年数による統計的な有意差も
みられなかった。初めて受講する者からは「新たに得た知識があった」「役
立つ」との回答が得られ、過去に受講した者からも「思い出す機会になっ
た」「継続して教育することが必要」と講義の有効性に関する意見があっ
た。【考察】CVPPP 自体に関心は持っているが、ディエスカレーションの
各スキルへの関心は少なく、意識的には使用していないことが要因と考
えられる。ディエスカレーションスキルは経験年数が多い者にとっては
既知のスキルであるためCVPPP との関連性を認識できないまま無意識
にディエスカレーションを行なっていることも、有効性の実感に乏しく
調査結果に有意差が現れない要因と考えられる。【今後の課題】今回の研
究により、既知の知識とCVPPP 理論との関連性が得られるよう講義を
おこなう必要性が感じられた。また、トレーナー研修を受講してもその後
のフォローアップがなければ手技と同様に各スキルも忘れてしまうこと
になる。今後は研修後の実戦能力維持のため、より効果的な指導方法の確
立と訓練自体を定期的に設けられるよう施設側と協力して取り組んでい
かなければならない。

P3-6-3 集団服薬心理教育プログラムにおける看護師
間での情報交換の改善

○
ま つ だ ひろゆき

松田 浩幸、嘉数 江美子、高田 智恵子、杉山 由香里、
山崎 いずみ

NHO 北陸病院 医療観察法病棟

【目的】治療の一貫で、服薬心理教育プログラムを週 1回 12 クール行い病
気の対処法や薬物療法について教育している。これを患者が十分理解で
きているか、運営側の看護師の一方的な思いで進めているのではないか
との思いから、受け持ち看護師に毎回、個別面接を依頼したが、十分面接
を行うまでには至らなかった。運営側の看護師と受け持ち看護師との情
報交換を円滑にし、教育への理解を深められるよう『やりとり用紙』を作
成し使用して効果的な情報交換について示唆を得たので報告する。【方
法・対象】受け持ち看護師 4名に『やりとり用紙』の活用について、情報
交換できたかなど 4項目のインタビューを行い、結果を分類しカテゴ
リー化した。【結果・考察】17 カテゴリーを抽出した。〈患者の理解度〉〈参
加態度や姿勢〉については、わかったとの意見が多く、『やりとり用紙』を
使用することで、患者の受講中の様子や理解度について情報交換できた
と考えられる。〈プログラム・教材の理解〉については、よくプログラム
を理解しておけば良かったとの意見があり、プログラム実施に向けた準
備不足が考えられた。教材やマニュアルを整備し、事前に受け持ち看護師
への働きかけが必要だと考えられた。〈時間的負担〉については、3交代で
毎回行うのが辛いとの意見があり、受け持ち看護師が、一人で毎回、情報
交換と面接と時間調整を行う中で負担を感じており、そのサポートが必
要だと考えられた。【結論】『やりとり用紙』を使用することで、患者の様
子と理解度について情報交換できた。教育への理解を深めるためには、事
前に受け持ち看護師に働きかけて態勢を整えることが必要である。

P3-6-4 暴力を繰り返す自閉症スペクトラム障害者に
トークン・エコノミー法を用いた個別SSTを
実施して―医療観察法病棟での取り組み―

○
しおたに こうすけ

塩谷 幸祐1、風巻 由美子1、平原 利行1、蕪木 雅士1、大滝 桂子1

NHO さいがた医療センター 看護部1、NHO 下総精神医療センター 看護部2

【はじめに】
自閉症スペクトラム障害（Autism Spectrum Disorders：以下，ASD）を
持つ多くの人の特徴として、他者の心理状態や感情が理解できず不適切
な行動をとってしまい社会生活上支障をきたすことが多いと言われてい
る。本研究の対象者も、他者の真似をして後ろを付いて歩くなど不適切な
行動が見られ、指導されることで暴力に及ぶことがあった。これに対し、
隔離、薬物調整、各職種の面接などを用いて対応してきたが、一定の効果
を得ることはできなかった。近年、トークンエコノミー法を用いた生活技
能訓練（Social Skills Training：以下，SST）がASDを持つ成人にも効果
があるという報告がなされるようになった。しかし、先行研究の多くが未
成人のASDを対象とした報告であり、成人を対象とした報告や、医療観
察法指定入院医療機関（以下，医療観察法病棟）での報告、個別 SST
の報告は数が少ない。そのため、医療観察法病棟において、ASDを持つ
成人にトークン・エコノミー法を用いた個別 SSTを実施した効果を明
らかにしたいと考えた。
【目的】
医療観察法病棟に入院中のASDを持つ成人にトークンエコノミー法を
用いた個別 SSTを実施することで、不適切行動の減少と、社会的適応能
力の向上に繋がるのか明らかにする。
【方法】
研究開始前後の行動評価尺度、及び過去の記録物からの記述方式。研究終
了後に行う病棟スタッフへの無記名の質問紙調査。
【結果】
1．不適切な行動を減少させ、社会適応能力を向上させることができた。
2．対応を構造化することで双方に安心感を与え、否定的な感情を軽減す
ることに繋がった。

P3-6-5 休日における余暇時間の過ごし方についての
検討～医療観察法病棟における休日レクにつ
いてのニーズ調査を実施して～

○
さ さ き の り お

笹木 紀男、神 貴哉、山畑 直美
NHO 東尾張病院 看護課

【目的】当院の医療観察法病棟の休日の余暇活動の目的でレクリエーショ
ン（以降、休日レク）において、対象者らのニーズを把握できていない状
況にある。そこで、対象者らが休日にどんな気持ちを持って参加していの
るか、参加することでどのような効果を得ているかを明らかにしたいと
考えた。当病棟の休日レク（土曜カラオケレク、日曜映画レク）について
対象者からのニーズを把握し、今後の休日レクのあり方について検討す
る。【方法】当病棟患者で同意を得られた 25 名を対象に休日レクについて
の半構成面接を実施した。【結果】休日レクは必要かについて「必要だと
思う」96％「必要だと思わない」4％必要と答えた理由は「気分転換にな
る」「暇だから」33％と多かった。現在のカラオケ、映画鑑賞以外のもの
だったら参加するかについて「参加したい」80％「参加しない」20％であっ
た。休日はどのように過ごしたいかでは「のんびり過ごしたい」28％「部
屋でゴロゴロ過ごしたい」「活動的に過ごしたい」「休日レクに参加する」
24％であった。休日レクについての要望や不満な点は「曲数が少ない、同
じDVDを上映している」などがあることが明らかとなった。レクの必要
性については 96％必要だと回答した。【考察】休日レクの目的について
は、気分転換と答える人が多く、自分たちが現在行っている休日レクの目
的に対して対象者自身も気分転換になっていた。休日レクのあり方は余
暇活動であって治療プログラムではない。よって強制ではなく、自由参加
である事も対象者の意思によって必要であると示唆された。レクの内容
においては現在のものを充実させるだけではなく新しい内容を取り入れ
ることが大切である。
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P3-6-6 精神科病棟における口腔ケアの取り組み

○
は ら だ

原田 かおり、阪野 佳純、平松 朋子、市田 夢翔、秋田 恵実
NHO 名古屋医療センター 看護部

【はじめに】精神疾患のある患者は自発性の低下、自閉性、病的体験によ
り、口腔ケアが行えていない可能性が高く、齲歯や早期の歯欠落が多い。
これに対し、当院では、プライマリー看護師が中心となり、口腔ケアの指
導を実施しているが、口腔内の清潔は保てず効果的に出来ていない現状
がある。口腔ケアへの関心を高め、口腔ケアに取り組んで頂くために、歯
磨きカレンダーを使用し、歯科衛生士による口腔ケアの講習会を企画・
実施した。講習会前後で患者の歯磨きに対する行動の変化が見られたた
め報告する。【方法】講習会の前に、患者の歯磨きの実施状況を把握する
ために、プライマリー看護師が歯磨きカレンダーを作成し、患者に渡し
た。プライマリー看護師は患者と相談した目標を、カルテへ記載し、ス
タッフ間で目標を共有した。歯磨きカレンダーには患者が歯磨きを出来
たら○、出来なければ×と記入してもらった。カレンダーへのチェック開
始より 3週間後に、歯科衛生士による講習会を開催した。【結果】講習会
には約半数の患者が参加した。講習会終了後のカレンダーへのチェック
は患者に任せたがほとんどの患者が講習会終了後もカレンダーへの
チェックを継続して行うことが出来ていた。カレンダーの管理を患者に
任せたことにより、患者の性格や特徴が表れていた。（カレンダーに素直
に○×を記入する患者もいれば、歯磨きをしていないのに○を付けたり、
未来の日まで○を付けたり、途中で中断したりと様々であった）講習会実
施前に比べ、歯磨きの回数が増えたり、意欲的に歯磨きに取り組める患者
が増えた。

P3-6-7 精神科病棟における転倒予防のための集団体
操の効果

○
や ま だ たかひろ

山田 貴宏、森 隆之、中西 香織、黒田 昌樹、本郷 拓、
堂前 比二美

NHO 北陸病院 看護課 南2階病棟

【はじめに】精神科病棟では、転倒発生が多く、予防対策が急務である。
山田は、「平均 64.0 歳の精神科入院患者のバランス能力は、平均 73.3 歳の
施設入所中の高齢者と同等レベルであった。」、「精神科入院患者の最大歩
行速度は、地域在住高齢者と比較した結果遅く、身体運動能力の観点から
転倒のリスクが高い」と報告している。そこで運動を集団的に行うこと
（以下集団体操とする）で、身体運動能力の向上につながり、転倒件数が
減少するのではないかと考えた。【目的】精神科病棟入院患者に、集団体
操を行い、その前後の身体運動能力を評価し、転倒予防効果を検証する。
【方法】1．研究対象：研究に同意の得られた精神科病棟の入院患者 34
名。2．研究期間：H25 年 6 月～H25 年 12 月 3．研究方法：運動能力テ
ストは、握力測定、椅子立ち上がりテスト、継ぎ足歩行テストを実施。そ
の後 12 項目の集団体操を毎日 1回実施。月 1回運動能力テストを実施す
る。【結果】集団体操前の運動能力テスト（握力測定、椅子立ち上がりテ
スト）では、患者の約 90％が“やや劣る”“劣る”だった。集団体操後の
評価でも著明な変化はないが、継ぎ足歩行テストでは、バランス能力が向
上していた。また、転倒の発生件数は 33 件�年から 19 件�年に減少した。
【考察】集団体操は、筋力に対して負荷を与えない内容と量であることか
ら上下肢の筋力向上に効果が低いと考える。一方、バランス能力の向上
は、転倒件数の減少につながったと考えられ、集団体操は効果的であった
と考える。【結論】精神科病棟において、集団体操は、上下肢の筋力向上
の効果は低いが、バランス能力が向上し、その結果転倒予防につながっ
た。

P3-7-1 中堅看護師のモチベーションに関する意識調
査の分析

○
か と う めぐみ

加藤 恵、渡部 優輝、栗田 礼美、田崎 幸子、室井 弘子
NHO 神奈川病院 外科・小児科病棟

背景）当病棟では、中堅看護師から「仕事が楽しくない」「患者さんにじっ
くり関われない」などの言葉が聞かれた。そこで中堅看護師のモチベー
ションに関する意識を明らかにし、職場の活性化につなげたいと考えた。
研究方法）質的統合法による分析 平成 25 年 4 月～平成 26 年 2 月 結
果）意欲低下の要因として人材不足、評価への欲求、人間関係の調整が明
らかになった。「人材不足」は 1外科・小児科の混合病棟の為業務が混在
し、一人が抱える業務量が多く人材不足を感じている 2日常業務と平行
し新人や後輩指導に関わることの困難さ 3委員会への参加、リーダー業
務や係活動の兼任。「評価への欲求」として 1評価される機会が少ない 2
達成感がほしい 3上司からのフィードバックが欲しい。「人間関係の調
整」は 1上司・部下・医師・他部門との調整が負担 2患者と満足のいく
関わりが出来ない 3スタッフ同士は活発に意見交換が出来る。考察）中堅
看護師が多い強みを生かし、個々が十分能力を発揮できるよう育成を行
う必要がある。また、中堅看護師は上司から、意図的に評価される機会が
必要である。さらに意見交換が出来る強みを生かし、病棟の特殊性を認識
しチームの活性化につなげることが必要であると考えられた。まとめ）1
中堅看護師の意欲低下の要因として「人材不足」「評価への欲求」「人間関
係の調整」が明らかになった 2中堅看護師が多いことは強みであり、個々
が十分能力を発揮できるようにスタッフの育成を行う 3中堅看護師は上
司から評価される機会が必要である。また、自己肯定感を維持する必要が
ある 4意見交換ができる強みを生かし、病棟の特殊性を認識し、チームの
活性化につなげる必要がある。

P3-7-2 10年以上の看護師に対する教育研修の見直
し

○
さわぐち な つ き

沢口 夏季、中北 昌希、三輪 満貴代、長谷 由加理、前田 桂子
NHO 三重病院 看護部長室

【はじめに】当院の看護部の中で 6年以上の看護師の占める割合は約
57.5％であり、看護師の半数を超えている。特に 10 年以上の看護師への
集合研修は自己研鑚に任せている現状であった。5年目までの看護師に比
較し、これらの看護師は、学生や新人などの教育内容を知る機会は少な
く、指導力があっても力を発揮することが少ない状況であった。そこで、
学生やスタッフへの教育に参加してもらうため、10 年以上の看護師を対
象に、倫理的側面も含む看護技術の研修を計画した。その後、スタッフへ
の伝達講習を通し、10 年以上の看護師の役割意識の変化とモチベーショ
ンの向上にもつながったため報告する。【方法】1．役割別研修に属してい
ない 10 年目以上の職員を各部署 1～2名選出し、看護技術研修を実施 2．
1での内容を各部署のスタッフへ伝達 3．10 年以上の看護師、スタッフへ
の質問紙調査【結果・考察】集合研修終了後の質問紙調査では、「根拠や
倫理的配慮が足りなかった」等の意見があった。 その後の伝達講習では、
経験が豊富な看護師が、事例を活用しながら説明したため、スタッフから
は「解りやすかった」等の意見があった。10 年以上の看護師であるからこ
そ、経験によって得た看護実践の技と看護技術の根拠とを合わせ、後輩に
伝授することができたといえる。また、スタッフからの反応をタイムリー
にフィードバックしたことでモチベーションの向上と自己の役割を認識
する機会となった。今回の活躍を各看護師長にフィードバックし、10 年以
上の看護師が活躍できる体制づくりを共に考え、看護管理者やスペシャ
リストを目指す人ばかりでなく、第一線でケア提供に当たるジェネラリ
ストの育成を今後も目指していきたい。
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P3-7-3 『プラスストローク』を看護師研修に取り入れ
て

○
くらみつ りょうこ

倉光 良子、佐藤 榮子、相原 裕美子、細川 加奈子、
浅沼 あけみ

NHO 盛岡病院 看護部教育委員会

【はじめに】看護現場では、日々多くの患者や他部門との調整、業務量の
多さから疲弊している看護師の姿が見られることから、楽しく参加して
元気になる研修として『看護師研修（プラスストローク）』を企画した。
【目的】参加者同士がプラスストロークを与えあうことで、自分自身の魅
力・長所を認識し、看護職員が生き生きと働くことにつなげる。【方法】
30～40 分の時間で、10 人前後の看護職員が、自分の名前を書いたボード
を背中に背負う。参加者は一人一人に挨拶して背中のボードに、その人の
よい点などプラスの感情を記入していく。参加者各自が相互に記入を終
えたら、内容の発表に続き、感想を述べる。【結果】1回 35 分の研修を年
間 4回実施した。総参加者 31 名。参加者の感想として「普段褒められる
ことがなく、とてもうれしい」「プラス面を探すという行為自体が心地よ
いこと」「ユーモアがあって、笑顔になる時間は“心のエッセンス”になっ
た。またがんばろうと思えた」「職場に帰ったら患者やスタッフをプラス
のストローク発信したい」【考察・結論】多くの職員は、 日常的に褒める、
褒められるという行為自体が少なく、今回の研修では、“褒める”という
ことを意識して発信することで、褒められた相手のみならず、発信する側
も心地よいと感じるということを参加者全員が自覚できた。参加者は、他
者の目を通して自分を見直す機会となり、職場では生き生きとした表情
で働く姿が見られ、プラスストロークは患者さんにも還元できたと考え
られる。今回の研修は短時間で簡単にできることから、いろいろな機会
に、他職種も含めた研修としても検討していきたいと考える。

P3-7-4 当センターにおけるがん看護STEP研修実施
報告～運営方法と教育方法の工夫～

○
むらぐち

村口 さつき1,2、森 景子2、西尾 美紀2、山岡 綾子2、
鉾立 えり子2、中森 良子2、坪井 陽子2、柿本 由美子2、
幸野 浩美2

NHO 大阪南医療センター 緩和ケア推進室1、
NHO 大阪南医療センター 看護部2

【目的と背景】当センターにおけるがん看護研修の企画・運営上の問題点
は、1）毎月の開催では、受講者が少ない。2）企画・運営側の負担が大き
いことであった。教育方法の問題点は、1）講義形式が多い教育プログラ
ムとなっていた。2）評価はアンケートのみで理解度が不明であることで
あった。運営方法や教育方法を見直すことで、運営側の負担が軽減し、実
践に即した内容の研修を行うことができたので報告する。【方法】実施期
間は平成 21 年～25 年の 5年間。対象は、院内・地域の看護師 163 名。方
法は、従来の方法に加えて、1）1日型の研修に変更 2）ロールプレイ・事
例検討・アイスブレイキングを取り入れ、参加型の研修を計画。3）実践
型の研修にするために、1つの事例を通して学べるような教育内容に変
更。4）事前・事後アンケートを実施。5）がん看護研修ワーキング（以下
WG）を立ち上げ、運営方法や教育方法の見直しを行った。【結果】WG
で企画を行い、1日型の研修に変更したことで運営側の負担は軽減した。
また、受講者は、平成 21 年度 19 名から、平成 26 年度 52 名と増加した。
ロールプレイでは、患者役にボランティアの参加を依頼し、実践に近い内
容で行った。アンケートの結果、知識のレベルの平均点は 21 点増加した。
満足度については、「とてもよかった」が 76％、「概ねよかった」が 24％
であった。【今後の課題】運営方法と教育方法を工夫することで、企画・
運営者の負担は軽減し、受講者の理解度を把握することができた。また、
満足度の高い研修を実施することができた。しかし、それが臨床に活かせ
ているかどうかの評価はできていないため、今後の課題であると考える。

P3-7-5 教育研修「関節リウマチにおけるチーム医
療」の実践報告

○
た や ま ひ ろ み

田山 浩美、伊藤 美栄、藤原 千加、松村 恒、松本 洋美
NHO 大阪南医療センター 看護部

【緒言】当院は免疫異常疾患の政策医療を担う基幹施設として平成 17 年
度より免疫異常疾患看護の充実と質の向上を目的とする教育研修を開催
してきた。リウマチ医療はトータルマネジメントの概念が確立してきて
おり、チーム医療の充実が重要な鍵となる。リウマチ医療における看護師
が果たす役割への期待は年々高まっている。そこで今回、「関節リウマチ
におけるチーム医療」をテーマに、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、
作業療法士、MSWが協働し、教育研修を開催したので報告する。【実践内
容】プログラムは 4部構成で、医師、コメデイカルによる各実践の講義、
事例検討を組み込み、合計 17 テーマで 1.5 日間の構成とした。さらに（公
財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師制度（以下RAナース）研
修として申請し希望者には 6単位認定した。参加者は国立病院機構施設、
近隣施設をはじめ、RAナースネットワークを通じ募集した。参加者には
個人情報保護について倫理的配慮を記したアンケートをお願いし、講義
は 4点：大変参考になる～1点：全く参考にならない、の 4件法で集計、
評価した。【結果】参加者は院外 23 名、院内 10 名の計 33 名。大雪で 2
日目参加者が減少した。8割がリウマチに携わる看護師であった。アン
ケート（n＝30、回収率 91％）の各講義評価は平均 3.49 であり、チーム医
療（3.83）、事例検討（3.72）が高評価であった。【考察】リウマチケアが
年々進歩する昨今にあって研修のレベルアップは必須である。今回、リウ
マチに携わる院外看護職の参加が増え、参加者同士で学び合う非常に有
意義なものとなった。開催時期、期間など運営面は今後の課題である。

P3-7-6 ハワイSimTiki シミュレーショントレーニン
グセンターの研修を終えて

○
うちうみ あ き こ

内海 明子、小林 美鈴、宮澤 幸恵、鈴木 崇、齋藤 意子、
山田 康博、太田 慧、鈴木 亮

NHO 東京医療センター 救命救急センター

平成 26 年 2 月 17 日～3月 2 日、当院では厚生労働省平成 25 年度、救急医
療トレーニングセンター補助金事業の一環として、ハワイ SimTiki シ
ミュレーションセンターでの研修に参加した。欧米ではシミュレーショ
ン基盤型教育が主流となり、看護学生時代からカリキュラムの一環とし
て取り入れられている。ハワイ大学のシミュレーション室も現実さなが
らの設備や環境が整えられていた。研修ではシミュレーションのシナリ
オ作成からデブリーフィング（シミュレーションの後に行われる構造化
された振り返りの場）まで繰り返し学習し、学習者の気づかせるデブリー
フィングの重要性を学んだ。デブリーフィングの技術としてGAS方、
PLUS�DELTA、GREATなどの手法があるがGAS法が多く用いられて
おり、これについて詳しく学ぶことができた。GSA法とは G : gather 情報
収集、A : analyze 分析、S : summarize まとめと 3つに分かれている。指
導者はGAS法を使い学習者から情報収集と分析を繰り返しながらまと
め、シミュレーションの目的を達成出来るよう導き出す。学習者は指導者
に導かれながら自ら良かった点、改善するべき点に気づくことができる。
この方法はシミュレーション教育に限らず臨床での看護教育の場面でも
有効だと考えられる。アメリカで行われているシミュレーション教育を
臨床での看護教育に活かしていきたい。
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P3-7-7 当院における初療室担当看護師育成教育の取
り組みの現状

○
し む ら か な え

志村 香苗1、野村 美紀2、藤井 由美恵2、武井 佐和子1

NHO 横浜医療センター ICU1、NHO 横浜医療センター 救急病棟2

【はじめに】A病院の初療室担当看護師は、救命救急センターに所属して
おり、各勤務帯で 1名配置されている。今まで初療教育のプログラムに
沿って教育しているが、実際の初療実践だけでは症例が少なく、アセスメ
ント不足や経験不足などにより教育プログラムが思うように進まないな
どの課題があった。そこで、昨年より新たに実践的な教育としてシミュ
レーション教育を取り入れ、いくつかの課題を見出したため報告する。
【方法】対象：A病院救命救急センター初療教育トレーニング対象看護師
4名期間：平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月内容：A病院初療教育プログ
ラムに則って以下のシミュレーションを実施 1．初療室での看護実践
（3症例を見学、5～6症例を主体的に実施）の後、CPA患者シミュレー
ション 2．2ヶ月間日勤帯での主体的な看護実践の後、外傷患者シミュ
レーション【結果・考察】3名は外傷シミュレーションを開始し、夜勤帯
での初療看護を開始した。1名は CPA患者シミュレーションを終え、日
勤でのトレーニングを終了した。今まで初療実践の症例が少なく、教育プ
ログラムが思うように進まなかったが、シミュレーション教育を取り入
れたことで実践に即した教育トレーニングができたのではないかと考え
る。実際、初療教育トレーニング対象者から、「初療でのイメージがつい
た」などの意見も聞かれ、初療看護のイメージ化が図れ、知識・技術・実
践での経験値をあげることができ、更にはアセスメント能力の向上にも
繋げることができたと考える。しかし、シミュレーション教育には時間や
人員が必要であることから継続していくためには、シミュレーション方
法の検討が今後の課題である。

P3-8-1 Α病院で助産師外来を担う助産師の不安

○
て ら だ あ り さ

寺田 有沙、山下 真央、大和 有香、水野 真佑子、
松本 喜代美、南 佳代

NHO 金沢医療センター 看護部 中4病棟

【はじめに】先行研究では、助産師外来は健康診査や保健指導を自律的に
行う場として有益であり、診断技術の向上につながっていると述べられ
ている。その一方、A病院では不安や責任の重さを訴える声もあり、悩み
や思いを共有することなく助産師外来を行っている現状がある。そのた
め助産師の意欲向上、助産師外来の課題抽出を目的に、不安の内容を明ら
かにしたいと考える。
【対象】Α病院の助産師外来担当者基準を満たし、現在助産師外来を行っ
ている助産師 6名。
【方法】対象に半構成的面接を行い、面接内容を録音する。その後対象者
が語った内容をデータ化し、KJ法により類似した内容からサブカテゴ
リーを抽出し、さらにカテゴリー化した。
【結果】分析の結果、61 のコードより 11 のサブカテゴリーを導きだし、5
つのカテゴリーを抽出した。
【考察】ハイリスク妊婦もいる環境にあることで、異常の見逃しがないか
といった思いが＜助産診断への自信のなさ＞につながっている。さらに
診断技術の未熟さや保健指導に関する他者評価の機会の少なさにより＜
知識、経験の不足＞を訴える声があげられている。＜医師との連携＞が円
滑にできないことで、異常の発見が遅れるのではないかという影響も危
惧される。また、助産師外来と妊婦健診の間隔や実施時間の制約といっ
た＜助産師外来のシステム＞への懸念がある。助産師の中で診察におけ
る超音波検査での負担感が大きく、妊婦健診と比べて対象の思いを聞け
ているか、助産師外来の利点を感じてもらえているかといった＜助産師
外来の意義を果たせているか＞という不安を抱きながら助産師外来を
行っている現状が明らかになった。

P3-8-2 経験5年未満の助産師が分娩期に感じる思
い～地域周産期母子医療センター、産婦人科病
棟で勤務する助産師のインタビューを通し
て～

○
こ せ き み な こ

小関 美菜子、田原 温美、湊本 明美、庵原 貴子、江里口 愛
NHO 小倉医療センター 看護部

＜目的＞当病棟は地域周産期母子医療センター、産婦人科病棟であり、そ
こで勤務する経験年数 5年未満の助産師が分娩期に感じる思いを知り、
今後の当病棟での助産師教育の課題を示唆する。＜方法＞当病棟での分
娩介助経験がある経験年数 5年未満の助産師 9名を対象に、助産師とし
て就職してからこれまで携わった分娩での思いや、その背景を振り返る
形で半構成的インタビューを行い、グランデッド・セオリー・アプロー
チ法による分析を行った。＜結果・考察＞分娩介助例数は 2年目 1～2
例、3年目 4～19 例、4年目 44 例と例数に幅があった。経験年数 5年未満
の助産師が分娩期に感じる 9つの思いが明らかとなり、【母児の命に対す
る責任の重さと怖さ】【ハイリスクや急変時の経験不足による不安】【満足
に分娩に携われないことへのジレンマ】【医師との連携の戸惑い】【自己の
未熟さによる不明瞭なやりがい】【理想の助産師が存在する励み】【自分を
認めてくれてサポートしてくれる先輩がいる心強さ】【自分の成長を実感
できる喜び】【助産師としてのやりがいの実感】であった。これらの思いの
中には、経験 5年未満の助産師全員が共通して感じている思いと、分娩介
助例数により変化する思いがあった。分娩介助例数 10 例以下では、経験
不足による漠然とした不安や、自己の未熟さによる不明瞭なやりがいを
感じていた。10 例以上になると、自分の成長を実感できる喜びや、産婦か
ら必要とされ、自分がしたことが少しでも力になれた喜びを感じてい
た。＜結論＞分娩期に感じる思いは、経験年数ではなく分娩介助例数によ
り変化しており、その思いに対する支援のあり方、当病棟助産師の教育課
題が示唆された。

P3-8-3 卒後2年目手術室看護師の自己教育力の育
成―主体的に企画・実施を行った学習会を通
して―

○
もり ま さ え

森 雅恵、井本 勇冶、石井 直子、工家 由美、元田 裕子、
中武 佳恵

NHO 小倉医療センター 看護部

【目的】A病院では近年、配属された手術室看護師に自発的な学習姿勢が
みられない状況が見られる。そこで 2年目看護師が主体的に学習会を企
画、実施することで、自己教育力の育成にどのような影響を与えたかを明
らかにする。【方法】対象：看護師、手術室経験共に 2年目の男女各 1
名。与えられたテーマで学習会を実施する学習会方法から、主体的な学習
会方法へ変更。学習会の対象は新人、配置換え看護師であり、テーマは対
象者と共に選定することを 2年目看護師へ説明した。主体的な学習会を 2
回実施後、インタビューガイドを用いて半構成的面接法を行った。面接内
容を 2年目看護師の了解を得てテープレコーダーに録音し、全内容を逐
語記録した。内容を逐語録に起こし意味のまとまりを抽出し、ラベル化し
たコードを意味・内容の同じものを簡潔にまとめコード化、カテゴリー
化して分析をした。【結果】学習会実施後について抽出された 60 のコード
から＜やる気＞＜やる気につながる外的要因＞＜やらされ感＞＜やらさ
れ感につながる外的要因＞の 4つのコアカテゴリー、11 のカテゴリー、20
のサブカテゴリーが抽出された。【結論】今回の研究は学習会の動機付け
や主体的な学習会方法に問題があり、自己教育力の育成にはつながらな
かった。しかし 2年目看護師は主体的に学習会を企画、実施したことで＜
やる気＞と＜やらされ感＞が共存していたことが分かった。＜やる気＞
と＜やらされ感＞は、それぞれに影響する外的要因があり、やる気への外
的要因を増やし、やらされ感への外的要因を減らすように指導者がサ
ポートを行い、内的動機付けを持たせることで自己教育力の向上につな
げる必要がある。
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P3-8-4 卒後3年目看護師のがん看護研修における事
例報告会の効果―リフレクションプロセスを
用いた自己評価からの分析―

○
あいおい ひ ろ こ

相生 洋子
NHO 北海道がんセンター 看護部

【目的】がん看護研修における事例報告会が、卒後 3年目看護師に与えた
効果について、研修後の自己評価から明らかにする。【方法】1．対象：研
修に参加した卒後 3年目看護師 16 名。2．調査方法：リフレクションプロ
セスを用いた自記式質問紙調査を行ない、内容を質的に分析した。3．倫
理的配慮：対象者に研究の趣旨、研究参加の自由、匿名性の確保等につい
て口頭および文書で説明した。【結果】自己評価の結果から、がん看護研
修における事例報告会が卒後 3年目看護師に与えた効果については、『が
ん看護の知識およびアセスメント能力不足を自覚する』『対人関係の重要
性を再認識する』『がん患者との看護体験を意味づけする』『他者の体験の
追体験ができる』『自己の成長や課題を発見する』などが明らかになった。
【考察】卒後 3年目看護師は、意思決定、バッドニュース、臨終などの場
面に遭遇することの多いがん看護に従事する看護師としての迷いや悩
み、自分の未熟さを素直に表現していた。一般病棟での限界を感じながら
も、先輩の力を借りながら不確実性の多い事柄への対処方法を発見し、自
分の行った看護についての意味の確認を行い、がん患者との看護体験を
意味づけすることで看護のやりがい感を見出していた。また、事例報告会
で他者の事例を疑似体験することは、看護師としての自己の課題を発見
するとともに、自己の看護観を見直す機会となったと考える。

P3-8-5 A病院における看護師の年代別学習者ニーズ
の実態調査

○
かわはら さ お り

川原 沙織、松本 希、小林 敏子、福田 友香、加茂 ゆかり、
西口 悠架、倉本 昭子、藤瀬 日出美

NHO 長崎病院 4病棟

【はじめに】本邦での女性の就業率は 30 歳台に落ち込みが見られるが、A
病院では看護師の約半数以上を 30～40 歳台が占め、就業支援としての看
護職員能力開発プログラムをもとにした教育体制と、合同学習会や e
ラーニング、院外研修へのサポート体制の充実が図られている。一方で、
それらの体制整備が現場の看護師の学習ニーズとマッチしているのか明
らかにすることも重要である。【目的】看護師の年代別の学習者ニーズを
明らかにする。【方法】看護師 175 名を対象に学習ニーズアセスメント
ツール―臨床看護師用―（以下アセスメントツールとする）を用いた独自
の質問紙を作成、調査した。倫理的配慮：院内の倫理委員会にて承認を得
た。【結果】有効回答 157 名。1．アセスメントツールで個人の総得点の平
均は 138.1 点で中得点領域に入り、A病院の学習要望は平均的であった。
2．全ての年代で、所属部署の特性や患者の個別状況にあった急変時の対
応・看護過程を展開する知識技術・看護実践に必要な知識技術態度・感
染予防という学習要望があった。【考察】看護職は生涯にわたり主体的な
自己学習の継続が不可欠であり、日々の看護実践の中で自己の課題を明
確にし、課題達成に向け努力することで、自己のキャリア開発へ繋がると
信じ、追及する姿勢が大切である。近年、高齢化、合併症を有する患者の
増加、医療の進歩・発展、看護職に求める医学的知識の増大から、より高
度な医療・看護を提供するため、看護職は医学的知識に関する学習ニー
ズを強く持っていると推測する。【結論】全ての年代で、所属部署で必要
な専門的知識・技術の学習を必要としていることが明らかになり、年代
別での大差はなかった。

P3-8-6 A病院看護課における看護師院内教育の検
討―経年別看護技術ニードの実態調査から得
たこと―

○
うちやま し げ き

内山 繁嘉、渡邊 信子、神田 弘子
NHO 柳井医療センター 看護課 教育担当室

【目的】A病院における看護教育研修は、新人～5年目までは「Acty ナー
ス」を参考に研修会を企画し、副看護師長を中心に実施。経年 6年目以上
の研修会は、看護教育委員会で研修内容を検討し、看護教育委員が実施す
るものであった。しかし、昨年の 6月から教育担当看護師長が配置され、
看護教育体制を強化できる環境が整った。このような中、新人～5年目の
看護師研修に対して、経験豊富な概ね 6年目以上の看護師たちは、それぞ
れの臨床経験・知識・技術において学びたい内容には相違がある。後輩
指導において看護技術面など、力量を発揮してもらいたい 6年目以上看
護師へ対する教育研修が充実していない状況があるのではと考え、まず
は、看護技術についての看護教育研修ニードを知るためのアンケートを
実施した。【方法】A病院看護師（准看護師・非常勤者含む）149 名（看
護師長以上は除く）を対象とし、看護学教育の在り方に関する検討委員会
報告による『看護基本技術』項目についてアンケートを実施。経年別の看
護技術ニードの集計を行い全経年において比較検討を実施。【結果・考
察】アンケート回収率 95.3％、回答率は 100％であった。A病院看護課看
護師 142 名において、経年別看護師割合が、1～5年目までが 28％、6～9
年目が 17％、10 年目以上が 55％であった。いずれの経年においても、
「6．呼吸・循環を整える知識」、「9．救命救急処置知識技術」ニードが上
位であった。このような経年割合と、A病院は療養型施設であり、神経難
病、重度心身障害者、透析、腹部外科という診療科を踏まえて、看護教育
研修計画、看護課教育体制の検討と見直しに取り組む必要があると考え
る。

P3-8-7 リーダーナースが業務調整に必要な具体的行
動―リーダー育成に向けた取り組み―

○
た む ら み ど り

田村 実鳥、久川 知子
NHO 高松医療センター 1病棟

【はじめに】病棟業務は煩雑で看護業務が多忙化しやすい現状にある。メ
ンバーが円滑に看護業務できるためには、リーダーの判断力と調整力が
重要である。そこで今回、日々のリーダーの業務調整において具体的な行
動把握することでリーダー育成の一助となったのでここに報告する。
【研究目的】
リーダーナースが業務調整に必要な具体的行動を明らかにする。
研究方法

1．研究期間：平成 24 年 8 月～12 月
2．研究対象：1病棟看護師 20 名
3．研究方法：リーダーナースの行動観察しマネジメント能力を看護実践
能力到達度を指標とし分類する。メンバーの業務内容と勤務終了時間を
比較する。
【結果・考察】
リーダーの業務調整が適切に行えていたのは 6年目以上の看護師であっ
た。業務が多忙であっても彼らがリーダーの場合、スタッフ全員が安全に
勤務時間内に業務を終了できていた。リーダーの力量の違いとして、その
日のメンバー個々の動きを把握し個の実践能力・技術力を判断、患者の
看護度に合せ業務調整を行っていた。さらに個の育成を見据えた業務調
整を行っていた。
【結論】
1．日々のリーダーナースとして、適切に業務調整できていたのは 6年目
以上の看護師であった。
2．クリ二カルラダーの階段的教育は個人の成長だけでなく所属病棟の目
標達成、看護の質向上にも繋がる。
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P3-9-1 国立病院機構と日本赤十字社

○
こんどう ゆ う じ

近藤 祐史、近藤 久禎、小井土 雄一
NHO 災害医療センター 臨床研究部

【方法】NHOと日赤とをあらゆる点において比較し，類似点と相違点を，
特に災害医療に主眼を置いて比較検討する．
【結果】NHOは 143 病院を有しているのに対し，日赤は 92 病院である．
そのうち，災害拠点病院はNHOが 32，日赤が 63 である．職員数はNHO
が 58000 人であるのに対し，日赤は約 64000 人，予算規模は国病機構が約
9500 億円，日赤が約 1兆 2000 億円である．これは血液事業などNHO
にはない事業を抱えているためと考えられる．災害時には災害対策基本
法等ではいずれも指定公共機関とされており，医療班を派遣することと
なる．医療班はNHOでは初動医療班がNHO災害ブロック拠点病院に常
時 2班，NHO災害拠点病院に 1班が常時確保されており，通常の医療班
も全施設で編成されている．日赤では全施設に常設されている．班編成は
NHO初動医療班が 5名，通常の医療班が 4名であり，日赤救護班は 6
名とされている．日赤は主事が最低 2名含まれており，大きな役割を果た
す．DMATに関しては災害医療センターおよび大阪医療センターに事務
局があり，DMAT研修受講チーム数はNHOが 86，日赤が 139 である．
日赤の防災業務計画ではDMATとの協働体制整備が掲げられている．
【考察】ともに地域医療の中心を担っているが，NHOはその他に調査・研
究，医療技術者の育成が目的となっている．一方の日赤は戦時や災害時の
救助が第一義とされている．NHOはより幅広い内容を網羅した上で災害
にも寄与することが求められると考えられた．
【結語】災害時のNHOは，平時は役割が違う日赤に類似した役割を求めら
れるため，更なる備えが求められる．

P3-9-2 津波被害を想定した災害安全対策整備工事を
実施して

○
こ ま つ しげみつ

小松 成光、宗像 広、野地 竹夫
NHO いわき病院 企画課

【はじめに】
当院は機構病院の中で東日本大震災により唯一津波の被害を受けた施設
であるが、被災した建物を修繕し現在地で診療を継続している。その後、
患者及び職員の安全を確保するため、より安全で利便性の高い地への移
転計画を進めているところである。
移転まで今後 4～5年が見込まれるため、それまでの安全確保を目的に、
昨年 8月から整備工事を行うこととなった。当院独特の整備工事概要に
ついて報告する。
【内容】
当該工事の基本的な考えは、前回と同規模の津波が襲来したことを想定
し、主にそれを防ぐための津波対策整備を第 1期工事として行った。ま
た、同様に実際の建物被害から、避難対策及び機能維持を目的とした整備
を第 2期として計画している。
第 1期工事は病院の外廻りを中心に整備したが、大震災時の津波高さ（8.1
m）に耐えられるよう敷地北側と海に面した通路沿いに、海抜 8.9mの高
さになるよう擁壁を巡らした。また、正面入口には水門を設け、回り込む
水やがれき等を防ぐ対策をとった。
第 2期工事は避難対策のため、浸水被害があった病棟を休棟している 2
階に移すため、休止病棟の改修をメインに行う。また、この震災を教訓に
機能維持の観点から、貯水漕・ボイラー等の設備更新も予定している。
【総括】
前回の震災では幸いにして人的被害は無かったが、ライフラインの途絶
等で患者が他院に避難せざるを得なかった。この教訓から、自主避難でき
る患者が少ない当院にとって、ハード面の整備は安心できる養療環境確
保の柱になり得ていると考える。

P3-9-3 地震災害に備えて 一目でわかる病棟用携帯
マニュアルの活用

○
ち ば

千葉 はるか、菅原 純子、松岡 勝代、及川 郁子、
佐々木 明美、高橋 秀子

NHO 岩手病院 看護科

【はじめに】東日本大震災から 3年経過し、災害への危機感や意識が薄れ
てきている現状にある。災害発生時迅速に対応できるように、院内防災マ
ニュアルを基に、病棟用携帯マニュアル（以下「マニュアル」という）を
作成した。しかし携帯するには大きい、文字のみでインパクトがない、内
容も周知不足等の課題が残った。そこで、活用されるマニュアルの改良と
行動内容を理解出来るよう取り組んだので報告する。【目標】1．活用され
るマニュアルの作成 2．地震発生時の行動内容理解度を病棟全体で 80％
以上の改善【期間】H25 年 12 月 20 日～H26 年 3 月 7 日【方法】1．アン
ケート（スタッフ 27 名対象：前後 2回実施）1）当病棟での震災体験 2）
マニュアルの活用について 3）行動内容理解度把握 2．作成・配布 3．
周知【結果】1．行動内容理解率は改良前 50％から、改良後は 84％と改
善が見られた。2．興味が持てるようにカラフルな文字とイラストでイン
パクトのある表現にし、名札入れサイズに改良。3．病棟記録室と廊下等
スタッフの目に付く所に掲示、毎日申し送り後に掲示物を見ながら読み
合わせを実施した。以上のことから、地震発生時の行動が理解出来、対処
意識が高まったことで、薄れていた災害への危機感が再認識できたと考
える。【課題】震災時慌てて迅速に対応できなかったとの震災体験から
「災害マニュアル」の必要性を感じ、今回のマニュアル作成に至った。今
後も災害発生時、病棟マニュアルに沿った行動がとれるよう、避難訓練の
実施、防災意識の維持、準備が必要である。

P3-9-4 災害時用照射録運用の検証

○
は ら だ じゅん

原田 潤、菊田 智子、小西 英一郎、福原 かおる、武田 聡司、
小笠原 哲

NHO 災害医療センター 中央放射線部

【背景・目的】
当院では，国の政策医療として災害医療を担っており，災害に対応する

ため，災害訓練を定期的に行っている．毎回多くの反省や課題が挙げら
れ，見直しと改善を繰り返し行ってきた．しかし，なかなか改善されない
課題もある．それが災害時用照射録（以下，照射録）の記載ミスである．
近年，フィルムレス化やオーダリングシステムなどの普及により，伝票

を使用しないことが一般的となり，伝票の経験がない医師も少なくない．
さらに，年々医師が替わるため，当院の災害医療体制に慣れる頃には不在
になるのが現状である．
過去の災害訓練において，照射録の記載ミスにより放射線業務に支障

が出ることがあり，実際の災害時でも放射線業務の大きな支障が考えら
れるため，今回は照射録運用について改めて検証する．
【方法】
・照射録の記載マニュアルを院内メールで配信し，いつでも閲覧可能

とする．
・院内の災害医療勉強会にて照射録記載方法の教育を行う．
・災害訓練にて照射録を使用してもらい，照射録運用の評価を行う．

【考察・結論】
現在，災害時に派遣される医療チームも電子カルテ運用を行う方向に

あり，実際に東日本大震災では，電気の途絶中，電子カルテ運用を行った
病院もある．しかし，電子カルテや PACSなどを使用するにはライフライ
ンが途絶しない環境，または途絶しても使用できる環境が必要不可欠と
なり，その環境整備を考慮すると，照射録の有用性は依然高い．
今回，照射録記載方法を周知することによって，災害訓練時は円滑に放

射線業務を遂行できた．したがって，照射録記載方法の常時閲覧可能な環
境を維持すること，また，定期的な勉強会を開催することが重要である．
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P3-9-5 災害時における医療ソーシャルワークの機能

○
い ま お けんたろう

今尾 顕太郎、井上 祥明、玉野 緋呂子
NHO 別府医療センター 地域医療連携室

【目的】阪神淡路大震災以降、多くの専門職が人々の生活再建支援に取り
組むことが求められるようになった。MSWも例外ではなく専門職とし
て、特性に則した在り方を検討し、災害に備えなければならない。マーガ
レット・ジベルマンは、災害はクライエントを危機的状況に追い込み、財
政的・情緒的・身体的にも破壊的であるという。そして、SWrの機能と役
割が、クライエント支援のためのアセスメント、支持、カウンセリングの
役割を担いつつ、組織化、動員化、情報交換を行うという、情緒的・具体
的援助をもたらすとしている。平時においては、医療と生活をリンクさせ
つつ人々の生活再建を支援する日本のMSWが、災害時にはどのような
機能を色濃く発揮させるのかを検証することで、災害時におけるMSW
の有効性を示したい。【方法】被災地内および被災地支援を行ったMSW
に半構造化インタビューを実施。インタビューによって得た語りから専
門的機能と関連のあるキーワードを抽出し、KJ法による質的分析を加
え、強化された機能や相関関係を検証する。【仮説】現在検証途中ではあ
るが、以下のような仮説の下に分析を進めている。災害時のおいて SWr
は、1．MSWが地域に介入し、社会調査機能を発揮し、被災地に発生して
いる具体的な社会的問題を把握する。2．その問題が及ぼしている個人生
活への影響の評価。3．その結果露見している医療的問題の抽出。4．医療
的問題に対する具体的アプローチの手法の確立（ネットワーク化・情報
の流通）。5．個別ケースの医療面での安定化。MSWは、これらの機能を
行き来しながら、災害時においてクライエントと医療を繋ぎ、在宅生活の
安定化を図るのではないだろうか。

P3-9-6 DMATからDPAT（災害派遣精神医療チーム）
へ～日本における今後の災害精神医療の展望
について～

○
かわしま ゆずる

河嶌 讓
NHO 災害医療センター 精神科

東日本大震災においては、医療関係者の他、様々な団体や組織が被災地に
入り、こころのケア活動を行いましたが、活動手法に関する要領や指針が
定まっていなかったことから一部推奨されていない活動や、診療ケアが
特定の地域に偏る等の課題が明らかとなりました。こうした実態を踏ま
え、2013 年 4 月 1 日には、被災地で精神科医療や精神保健活動の支援を行
うための専門的なチームを災害派遣精神医療チーム（DisasterPsychiatric
Assistance Team : DPAT）として新たに位置づけました。今回は、その
詳細とともに、今後の災害精神医療の展望ついて述べさせていただく。

P3-9-7 福島復興支援室

○
こはやがわ よしたか

小早川 義貴、近藤 久禎、小井土 雄一、小塚 浩
NHO 災害医療センター 福島復興支援室

国立病院機構災害医療センターは平成 26 年度より福島復興支援室を設
置し福島の復興支援を行なっている。本発表では福島復興支援室の業務
や役割につき紹介し災害医療支援について検討したい。

P3-10-1 院内静脈注射認定看護師の育成による医師業
務負担軽減を目指して

○
な か お ひろし

中尾 弘1,2,3、大谷 久美子2、櫛谷 佳代2、中村 和信3

NHO 奈良医療センター 放射線科1、NHO 奈良医療センター 看護部2、
NHO 兵庫中央病院 放射線科3

【はじめに】厚労省医政局長通知（平成 14 年 9 月）で都道府県知事に発出
された看護師による静脈注射の実施は「業務の範囲を超えるものから」よ
り、「診療補助行為の範疇としてとりあつかうもの」と厚労省の法解釈の
変更がなされた。当センターでも新たな役割と責任を果すため、静脈注射
に関する体制整備を目的としてガイドラインが作成された。当センター
は慢性期医療に加えて急性期拡充を行うも、医師数は決して豊富と言え
ず、救急を含むCTやMRI の造影検査を行う際、また化学療法の対応な
ど担当医の速やかな対応は厳しく、患者サービスや医療安全上、またチー
ム医療推進の中で改善が望まれた。
【目的】ガイドライン作成から 7年、医師業務負担軽減が求められる中、
安全で効果的な医療提供に向けた看護職の業務範囲の見直し・拡大、中
でも専門性の高い看護師の活躍に対する期待の中、役割拡大に向け、ガイ
ドラインに基づき IVナース育成プログラムを作成し、業務への取入れを
目指す。
【方法】従来の静脈注射よりも高度なレベルをめざし、IVナースの業務範
囲を定め、それに向けた教育・認定研修プログラムを作成し、最終的に病
院長が認定する。
【考察・結果】看護師が検査直前から終了まで患者に対応することがで
き、サービス向上につながっている。13 名の IV認定看護師が誕生し、現
段階では主に造影検査の静脈確保を行っている。認定看護師は平日日勤
帯の通常業務に加えて、この業務をこなしているが、担当者の優先順位を
決め、放射線科と前日及び当日の連絡を行い速やかな対応が行え、従来よ
りも患者の拘束時間や医師の負担軽減につながっていると考える。
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P3-10-2 実務 I（前期）コース研修者への看護師長の関わ
り～Acty ナース「看護実践能力の到達度」を活
用して～

○
お お や めぐみ

大谷 恵、岡崎 安子
NHO 茨城東病院 看護部教育委員会

1．目的「看護実践能力の到達度」から実務 I（前期）コース研修者の現状
を把握しOJTでの看護師長の関わりを明らかにする。対象及び実施期間
2．1）対象 A病院実務 I（前期）コース研修者所属の看護師長 6名 2）
方法（1）集合研修終了 1ヶ月後に評価表に則って当該看護師長が評価を
行い、委員会が集計する。到達度は 1～5段階評価とする。（2）3回の研修
のうち初回（1回目）と最終回（3回目）を比較する。3．結果「看護実践
能力の到達度」の平均点数は 1回目 2.65、3 回目 3.27 であり、全体に上昇
がみられた。評価平均差異が 0.9～1.1 と幅があった項目は「患者・家族か
らの思い」「リーダーに伝える」「新人の状況に気付く」であった。0.2～0.3
と変化が少なかった項目は「学習の看護実践活用」「物品管理・コスト」で
あった。3回目に 3.8～3.9 の上位項目は「新採用者に声をかける」「報告・
連絡・相談」「協調した態度がとれる」、2.6～2.7 の下位項目は「政策医療」
「災害時の対応」「診療報酬」に関するものであった。4．考察 評価の上
がった項目・評価上位項目は人が対象となっていることが多く、人間関
係の調整力が確立し、メンバーシップの発揮が評価されていた。変化の少
なかった項目は「学習の看護実践活用」であり、看護実践がともなってき
ているが発展性については不十分と考えていた。また評価の低い項目の
「物品管理・コスト」「政策医療」「災害時の対応」「診療報酬」は看護実践に
比べ看護師長の意識付けが不十分であると推測された。5．結論看護師長
として実務 I（前期）コース研修者に意図的に関わる点は「政策医療」「災
害時の対応」「診療報酬」であった。

P3-10-3 副看護師長キャリア形成のための看護師長が
行うメンタリング機能支援要因

○
やまぐち まさひろ

山口 昌弘、橋本 恵津子、西口 悠架、江藤 香織、倉本 昭子、
木下 日出美

NHO 長崎病院

【目的】近年専門職のキャリア形成支援においてメンタリング支援が注目
されている。今回、副看護師長に対して専門職業人としてのキャリア支援
の在り方を検討していきたいと考え、副看護師長が求めているメンタリ
ング支援内容をカテゴリー分類し、支援要因を分析した。【研究方法】対
象：A病院 副看護師長 9名方法：先行研究において、小野が作成した
メンタリング尺度を基に作成されたメンタリング機能尺度を用いた質問
紙調査を行う。十分あてはまる（4点）～全くあてはまらない（1点）の
4件法で調査した。なお、メンタリング機能尺度は全 26 項目からなり、
「指導教育支援」（7項目）、「受容応援支援」（6）、「役割モデル支援」（5）、「人
間関係調整支援」（4）、「傾聴相談支援」（4）の 5つのカテゴリーが存在し、
クロンバック α0.8 という高い信頼性を備えている。倫理的配慮：院内の
倫理委員会にて承認を得た。【結果】1．質問紙の回収率は 100％。2．メン
タリング機能尺度全体の平均は 3.26 点であった。カテゴリー別でみると、
「受容・応援支援」の項目が平均 3.0 点と最も低値であり、「役割モデル支
援」、「人間関係調整支援」は高値で、「傾聴相談支援」の項目が平均 3.43
点で最も高かった。【考察】副看護師長は「受容・応援支援」が不足して
いると感じている。看護師長が副看護師長に対して意図的な役割付与と
達成した時の承認が必要である。さらに、副看護師長への内的動機付けに
加え、管理的視点での判断ができるよう機会教育やOJTを通じて副看護
師長育成が求められる。【結論】看護師長は、副看護師長の経験年数に関
わらず、「受容・応援支援」を念頭に置いたメンタリングが重要である。

P3-10-4 副看護師長として資質向上にむけて～プリセ
プター支援者に求められる能力・資質調査か
ら～

○
ま す だ ま き

増田 真紀、古瀬 法子、田中 志保、日野 裕子、松山 恭子
NHO 東佐賀病院 看護部

【はじめに】近年の新人看護師（以下新人）は、社会人経験者が増加し、
新人の背景も様々でプリセプターへの負担が増大している。そこでプリ
セプター支援者としての能力・資質について調査し、課題を明らかにす
る目的で取り組みを行った。【方法】1．A病院副看護師長（以下副師長）
13 名を対象に、「プリセプター支援者に求められる能力・資質」の自己評
価 2．平均値を全国調査と比較 3．1）自己認識 2）教育指導者としての認
識 3）リセプターへの教育支援（以下教育支援）4）教育環境の整備に分類
し副師長経験で比較、分析【結果】1．自己評価の平均は 2.71 点で、高い
項目は「患者中心の看護を心がけ日々向上しようとする努力をしている」
「新人教育に関心がある」であった。2．全国との比較では、「相手が話し
やすい雰囲気を作る事ができる」3.25 点に対し、当院は 2.92 点、「患者中
心の看護を心がけ日々向上しようとする努力をしている」3.18 点に対し、
当院は 3.46 点であった。3．副師長経験では、大きな違いは見られず 1）自
己認識 2）教育指導者としての認識 3）教育支援 4）教育環境の整備の順で
あった。【考察】自己評価結果から、支援者としての自己認識はあるが、
教育支援や教育環境の整備が不充分であることがわかった。これはプリ
セプターを支援する役割は看護師長である事が多く、副師長は患者看護
を通して教育支援に努めていると考える。「相手が話しやすい雰囲気を作
る事ができる」が全国平均を下回ったことは、話せる時間が作れず、ジレ
ンマを抱えている事が影響していると思われる。【まとめ】プリセプター
支援者として、教育支援行動や教育環境の整備が今後の課題である。

P3-10-5 看護師長・副看護師長協働によるマネジメン
ト能力の育成

○
つ じ お しょうじ

辻生 勝二、大野 康子、立山 節子、井樋 三幸
NHO 福岡病院 看護部

【目的】副看護師長機能評価で得られたマネジメント上の問題を看護師
長・副看護師長（以下師長・副師長とする）が共有し、管理的視点にたっ
た連携・情報交換を密に行い、副師長のマネジメント能力の向上を図る
ことに取り組んだ。【研究方法】1．研究対象 副師長 9名、年齢 30 代
3 名、40 代 6 名、副師長経験年数 2年～18 年（平均 7.1 年）2．研究方法
1）平成 24 年度の副師長機能評価の課題を師長・副師長に提示 2）副師
長のマネジメント育成に向けて師長・副師長が協働し（1）課題の共有
（2）情報交換体制の確立（3）師長業務のシャドーイングを実施 3）再度
機能評価を実施し、その結果を平成 24 年度の結果と比較分析 3．研究期間
平成 25 年 4 月～平成 26 年 2 月【結果・考察】1．師長とマネジメント上
の問題を共有し、連携する手段として労務管理を中心にシャドーイング
を実施し師長とともに方針を策定、患者数・在院日数の目標達成を考慮
した病床管理、効果的な人員配置となるよう師長に情報提供など組織の
求めるマネジメント力は向上した。2．副師長が日常業務で行う業務量や
内容の把握、業務分担・調整はできているが、スタッフへの指導力は低
く、システムを作る、活用する、指導者など役割を持つスタッフへの指導、
働きかけが十分にできていない。3．業務調整能力は上昇しているが、教
育的資質の向上にむけた自己研鑽が不足している。4．『スタッフと連携が
取れない』『現在の状況に自信がない』副師長に対して、師長は指導過程を
認め心理的支援を行っていくと同時に副師長の内省と自己研鑽をすすめ
る環境つくりが必要である。
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P3-10-6 新任看護師長の育成に「看護管理者のコンピテ
ンシー・モデル」を活用して

○
さ さ き な み こ

佐々木 奈美子
NHO 北海道医療センター 看護部

【はじめに】当院は昨年に引き続き数名の新任看護師長の配置換えがあっ
た。新任看護師長を育成する役割を担う副看護部長として昨年は、1年間
で新任看護師長が直面するであろう管理的課題をテーマに 1回�1～2 月
の頻度でディスカッションを通し、課題解決の具体的行動が見出せるよ
うに関わった。結果として、新任看護師長の課題は明確化されたが解決の
ための行動がとれずに、新任看護師長は目標達成できなかった。そこで今
年度は、「看護管理者としてのコンピテンシー・モデル（ある職務や状況
において、高いい成果・業績を生み出すための特徴的な行動特性）：虎の
門病院看護部編」（以下コンピテンシー・モデル）を活用し、看護管理者と
しての行動特性を開発できるように支援することにより、新任看護師長
が目標達成できるのではないかと考えた。【目的】コにンピテンシー・モ
デルを活用し新任看護師長を支援することにより、新任看護師長が看護
管理者としての目標を達成できる。【期間】平成 26 年 5 月～平成 27 年 3
月【方法】1．コンピテンシー・モデルを共通理解する 2．新任看護師長の
コンピテンシー・モデルのレベル決定 3．看護管理者のコンピテンシー・
モデルの事例を読み、看護管理者の在るべき姿について理解を深める 4．
コンピテンシー・モデルの評価 2回（9月、3月）【評価】平成 26 年 10
月、平成 27 年 4 月の新任看護師長の目標達成度で評価する。

P3-10-7 教員の臨地における実務研修への支援

○
む ら い の り こ

村井 紀子1、中村 理枝2、佐藤 美春2、清家 百合枝2

NHO 大阪南医療センター附属大阪南看護学校1、
NHO 大阪医療センター附属看護学校2

【はじめに】看護教員の継続教育の推進、看護実践能力の維持向上の為の
機会の確保は、様々な検討会で報告されている。副学校長・教育主事協議
会近畿支部ではこれらを踏まえ、看護教員の看護実践能力の維持・向上、
実習施設の職員との人間関係の構築、看護マネジメント能力の向上等を
目的に、教員の臨地における実務研修を企画し実施した。【方法】1．教員
へ実務研修について説明後、希望調査を実施 2．研修期間・場所等につい
て調整。院外での実務研修には依頼文を発送。3．実務研修終了後教員と
教育主事にアンケートを実施 4．対象者は教員・教育主事計 59 名【結果】
希望する研修内容は、「専門領域の知識・技術の向上」30 名（61.2％）「看
護のマネジメント能力の向上」18 名（37.0％）であった。1～3年目教員は
「経験の少ない領域の知識・技術習得」が多く、5年目以上の教員は「最新
の医療・看護を知り授業に活かす」「看護マネジメント能力の向上」が多
かった。教育主事は、「看護部長のマネジメント」4名（40％）「専門領域の
看護の実際」4名（40％）であった。実施状況は、5校中 3校 14 名（23.7％）
であった。研修終了後の教員アンケートでは、「専門領域の知識を学べ、
今後の講義や実習指導に活かすことができる」「看護師長や実習指導者等
とのコミュニケーションが取り易くなった」「基礎教育と現任教育の継続
性を考える機会となった」等の意見があった。支援する教育主事へのアン
ケートでは、実務研修実施率が低かったのは、教員への動機付けが不十分
だったことや業務調整や研修先との調整が難しかったことが上げられ
た。【課題】1．教員への動機付け 2．早期の計画立案 3．実務研修に専念
できる業務調整である。

P3-11-1 心臓リハビリテーション継続を目指した取り
組み～病棟看護師の意識の変化～

○
ふ く だ あ や こ

福田 綾子、高月 真衣、古田 愛、松本 深雪
NHO 嬉野医療センター 看護部 東4病棟

【はじめに】A病院では平成 24 年度から心臓リハビリテーションが導入
された。病棟看護師は、専従の理学療法士や看護師に依存的・受け身的傾
向にあり、看護介入が不十分で、土日の実施に苦慮しているなどの課題が
明らかとなった。そこで病棟看護師が心臓リハビリテーションの一連の
流れを理解する事で課題解決につながると考え本研究に取り組んだ。【目
的】心臓リハビリテーションに関する一連の業務内容を明確化し、病棟看
護師が専従看護師の役割体験をすることで看護師の意識にどのような変
化をもたらすのか明らかにする。【方法】研究期間・対象：平成 25 年 9
月～平成 26 年 2 月。E病棟看護師 31 名研究方法：心臓リハビリテー
ションプログラム内容や患者情報を共有するための連携のあり方を検討
し、運用方法を決定。その後スタッフへ周知し実施後 15 項目で構成した
質問紙調査を実施。また専従看護師の役割体験を 12 名に実施した。【結
果・考察】実施前と比較し、介入の有無で統計学的有意差はないが、心リ
ハの目的や知識や業務内容の理解について割合は上昇した。学習会の実
施、業務内容の明確化、カンファレンス運用の検討、連携書を作成した事
で理解が得られた。さらに専従看護師業務の実技体験を通し、心臓リハビ
リテーションのプログラムの内容把握、リハビリ実施状況、専従看護師と
の情報共有の必要性など看護介入の具体的内容があげられるようになっ
た。業務内容の明確化と継続看護の視点で専従看護師の実技研修を行
なったことは、心臓リハビリテーションに関する理解と客観的に病棟看
護師を見る機会となり、現状・問題点に気付くことができ、意識の向上に
つながったと考える。

P3-11-2 脳卒中教室に対する看護師の意識調査

○
ながやま み ず き

永山 瑞希、時國 聖也、西迫 香菜、鳥越 俊宏、津國 梢、
森川 真美

NHO 岡山医療センター 看護部

研究目的
脳卒中教室に対する看護師の意識調査を行い、現状把握と脳卒中教室に
対する看護師の取り組みについて今後の課題を明確にする。
研究方法
1．対象：A病棟（脳神経病棟）看護師 16 名（病棟師長、研究者を除く）
2．方法 調査内容
アンケートを用いて調査を行う。アンケートは質問項目を看護師個人の
要因、組織的要因、患者に関連する要因に分類し、比較検討する。
3．倫理的配慮：研究の同意は自由意思で、個人が特定できないよう配慮
し、本研究で得たデータは本研究以外で使用しないことを口頭・文章で
説明し、同意を得た。
結果
脳卒中教室に対する興味・関心の程度は、脳卒中教室参加者・未参加者
とも高い。脳卒中教室へ参加した理由は、組織的要因や患者に関連する要
因が多数を占めた。未参加者が脳卒中教室に参加できなかった理由は、組
織的要因が多数を占めた。脳卒中教室参加後に得られる効果は、参加者・
未参加者とも組織的要因や患者に関連する要因が多数を占めた。
考察
脳卒中教室に対し全体の約半数以上が興味・関心、参加意欲を持ってお
り、再発予防目的と退院指導する機会として脳卒中教室は必要なものと
捉えている。脳卒中教室について病棟全体で語り合う場を設け、患者に実
施したアンケート結果を表示することで効果を実感でき、脳卒中教室を
より充実できるよう取り組んでいく必要がある。
結論
1．看護師の脳卒中教室に対する意識は、興味・関心、参加意欲について
は半数以上の看護師が有している。
2．参加した理由と得られる効果は組織としての要因と患者に関連する要
因による参加が主であり看護師個人としての要因は低い。
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P3-11-3 A病棟におけるフィッシュ活動導入によるモ
チベーションの変化

○
つぶらや あ や こ

圓谷 綾子、山岸 友恵、益川 佳織、杉山 誠、佐藤 みづほ
NHO 村山医療センター 看護部

【目的】A病棟の看護師には求められる仕事の範囲も広く、「自信が持てな
い」「患者個々に応じたケアができない」という現状があった。またチーム
内での協力を求めにくいという声もあった。これを解決する一つの手段
として、看護計画の充実を図る事、業務改善だけでは出来ない人の心を変
える取り組みとして、仕事に遊び心を取り入れる活動（フィッシュ活動）
を実施した。フィッシュ活動を通して働きやすく、高いモチベーションを
維持しつつ日々の仕事を前向きに捉えられるのではないかと考えた。
フィッシュ活動を通し、スタッフのモチベーションが変化したか明らか
にする。定義モチベーション：仕事に対する動機付けの事。【方法】フィッ
シュ活動の前後で「看護職員の仕事のポジティブ尺度」の因子分析を基に
作成したアンケートをとりモチベーションの変化（仕事に対する肯定的
感情、仕事に対する積極的態度）を比較する。【成績】仕事に対する肯定
的感情及び仕事に対する積極的態度はフィッシュ活動前に比べ、フィッ
シュ活動後は 20 代、30 代、40 代共に高値となった。【結論】今回の研究
は、これまでチームに協力を求めにくいという課題に対し、現状把握と
フィッシュ活動の導入により、チームワークの改善を図る取り組みの
きっかけになった。しかしモチベーションはプライベートな事での出来
事、体調などに左右されやすい為、フィッシュ活動の導入だけでは解決に
至る事は困難である。この結果から仕事に対する肯定的感情、積極的態度
を養っていく事がモチベーションの維持、向上に繋がるのではないかと
考える。その為には、一人一人が看護観、教育観、連帯感等をしっかりと
明確にさせて取り組んでいく。

P3-11-4 フィッシュ活動導入前後の救命救急センター
看護師のストレス変化

○
み せ が わ ま さ み

三世川 正美
NHO 高崎総合医療センター 救命センター

【はじめに】救命救急センターで働く看護師は、常に高い緊張感と様々な
ストレスを抱えながら働いている。ストレスを軽減することが職場環境
の改善につながると考え、フィッシュ活動を導入したため報告する。【研
究目的】働きやすい職場環境構築のためフィッシュ活動を導入し、ストレ
スに変化があるか検証する。【研究方法】スタッフへのメッセージカード
の配布、誕生日や毎日のイベントの掲示などを実施した。フィッシュ活動
導入前後でアンケート調査を行い、ストレスに対する変化が現れたか日
本版バーンアウト尺度を用いて評価した。【実施期間】平成 25 年 9 月から
12 月【結果】フィッシュ活動導入前後のバーンアウト尺度の平均点に優位
差はみられなかった。しかしアンケートの自由記載からはメッセージ
カードをもらって嬉しかった、励みになった等の意見が聞かれた。【考察】
バーンアウト尺度の平均点に優位差が見られなかった理由として、
フィッシュ活動の実施期間が 3ヶ月間と短かかったこと、研究メンバー
が中心となって活動しており、他の職員が実施する活動が少なかったこ
とが原因として考えられる。しかし、相手を喜ばせること、注目すること
に重点を置き活動した結果、相手を思いやる、関心を向ける機会は提供で
きたと考える。【おわりに】今後も継続して活動するとともに、フィッシュ
活動がストレス変化に影響するか検証を続けたい。

P3-11-5 当院における看護師の職務満足度実態調査
～職務満足度の現状の一考察～

○
な か た あや

仲田 彩、本田 ゆかり、古原 翔子、山田 展代、福山 有美子
NHO 九州医療センター 6階東病棟

【はじめに】今回看護師の職務満足度に影響する要因を明らかにすること
で、より看護師の満足度の向上につなげる取り組みが出来るのではない
かと考え、職務満足度の実態調査を行った。【方法】対象：当院の病棟に
勤務する看護師 484 名。調査方法：看護師 484 名に質問紙を配布、333
名（回収率 69％）より回答を得た。職務満足度尺度 48 項目を得点化、各
構成要因の得点をピアソンの相関関係とその検定で分析した。【結果】職
務満足度総得点平均値は 142.63 点、平均得点率は 49.52％であった。職務
満足度の構成要素では、先行研究と同様の傾向がみられた。他病院での経
験の有無では、職務満足度の構成要因のうち「看護師間相互の影響」の項
目において有意差を認めた。【考察】当院で行った職務満足度調査におい
て、最も得点が高かった因子は「職場における看護職員は忙しい時、お互
いに助け合い、協力しあっている」であった。他病院での経験がある看護
師は、他病院での経験のない看護師よりも有意差がでるほど、高い満足度
を感じていた。当院では、他の病院と比較してもチームからサポートを受
けながら危機的状況を乗り越えてゆく、チームワークや職場環境づくり
ができているのではないかと推測される。一方最も得点が低かった因子
は「もっとたくさんの時間が、それぞれの患者に対してあったなら、もっ
と良いケアができるだろう」であった。在院日数の短縮化に伴い、入退院
患者数が増加し急性期から終末期まで患者のニーズは多様化している。
看護師は時間に追われながらも、患者のニーズをとらえているからこそ、
ベッドサイドケアが十分にできていないのではと感じているのではない
かと推測される。

P3-11-6 身体的暴力体験による精神科看護師の感情と
その変化に寄与する要因

○
おのうえ だいすけ

尾上 大輔1、牧 茂義2、加藤 千洋1

NHO 東尾張病院 慢性期閉鎖病棟1、名古屋大学大学院 医学系研究科2

1．はじめに
患者から暴力を受けた後，看護師は様々な感情を持ち，それがケアの障

害になると言われている。看護師の身体的暴力後の感情とその変化に寄
与する要因の研究は少ない。本研究は，精神科看護師が身体的暴力を受け
た後の感情とその変化に寄与する要因に関して考察する。
2．研究方法
精神科で勤務する看護師 141 名に改訂版出来事インパクト尺度（飛鳥

井，1999）を用い調査し，その得点が 24 点以下の 89 名のうち調査に同意
した暴力経験のある者から 3名を無作為に抽出し対象者とする。身体的
暴力を受けた後の感情とその変化に関して対象者に半構成面接を行い逐
語録にし、コードを作成した。内容の類似性でまとめ、感情変化に寄与す
る構成要素に関して考察した。
3．結果
暴力直後の気持ちは〈怒り〉〈恐怖〉〈悲嘆〉〈我慢〉〈申し訳なさ〉で，回復

には〈周りからのフォロー〉〈業務役割の配慮〉〈暴力体験を学びの機会と
する〉〈前向きにとらえる〉〈割り切る〉〈距離をとる〉〈時間の経過〉が寄与
した。回復につながらなかったものは〈対応を責められる〉であり，回復
後の気持ちは〈前向きな気持ち・決意〉〈ケアへ参加しよう〉〈あきらめ〉
〈周囲へ頼る気持ち〉であった。
4．考察
患者への否定的な気持ちは周りのフォローを受け本人が対処行動をと

り，認知が変化するとともに，前向きな気持ちや決意、ケアを行おうとい
う気持ちに変化したと示唆される。他のスタッフへの申し訳なさは周り
からフォローを受けることにより，周囲へ頼る気持ちに変化したと示唆
される。これには時間も必要であった。患者に対する妄想は消えないと
いったあきらめの気持ちは，変化しないことが明らかとなった。
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P3-11-7 看護師が患者に行っている感情労働について
の分析

○
たかしま

高島 いずみ、山下 美紀、古市 祐子、吉川 麻希、山岸 春香、
柏崎 香織

NHO 災害医療センター 5階西病棟

私たち看護師の職業は、他の職種に比べ量的労働負荷（仕事量）や労働負
荷の変動（仕事量の変動）が大きいと言われている。急性期病院は交代勤
務による不規則な生活により、煩雑な業務による多忙さなどから疲労感
が高まっている。Aホックシールドは他者の感情状態を変化させたり、維
持したりすることを目的として適切であると見なす感情を声や表情や身
体動作によって表現し、自分自身の感情を調節する仕事を感情労働と名
付けている。看護師は自身の適切な感情表現を通して患者をより良い状
態に導くために、それぞれの場面でどのような感情表現が患者に適して
いるのかを判断し、患者にとって望ましい方向で感情を管理する必要が
あると言われている。そのため看護師の労働も感情労働であると考えた。
しかし、看護師の感情に関する研究は少なく看護師の感情労働は適切に
評価されていない。今回当院に勤務する常勤看護職員（管理職、実務経験
1年目を除く）を対象に、看護師の感情労働測定尺度ELIN（片山、2000）
と、自由記載のアンケートを取った。尺度とアンケート結果から 1，経験
年数が多いほど感情労働を使っている。2，感情労働の中でも探索的理解
は看護技術の一つではないか。3，モチベーションが高い方が自分の感情
を調節し、疲労を感じていないのではないか。4，患者のケア中は感情労
働と肉体労働を使っているため、疲労を感じる人が多いのではないか。と
考察した。看護師が日ごろ行っている感情労働は看護技術の一つである
ことの示唆を得たため報告する。

P3-12-1 病棟における定数配置への取り組み

○
みやざき よ う こ

宮崎 葉子、秋山 優、清 淳子、青木 澄子、相原 貴美子
NHO 箱根病院 中央材料室

［はじめに］当院では病棟の医療消耗品の在庫把握がされておらず、臨時
請求伝票が一日複数枚提出され、安心在庫を多く抱える結果となってい
た。又、中央材料室（以下中材と略す）でも病棟からの請求に対応するた
め、更に多くの在庫を抱えていた。病棟の繁雑な業務の中で物品請求の負
担を軽減することが、在庫のスリム化に繋がるのではないかと考え取り
組んだ。［目的］1．各病棟へ医療消耗品を定数配置し、在庫を適正に管理
する。2．病棟の医療消耗品管理の業務軽減を図る。［方法］1．医療消耗
品を各病棟に定数配置する。2．中材による供給システムを導入する。（以
下簡易 SPD）3．導入 4ヶ月後に病棟スタッフの意識調査を行う。［結果］
導入前、病棟では箱単位での保管傾向であった 13 品目の医療消耗品が、
定数化を図ることで数本単位での保管となった。意識調査で病棟の中材
請求業務に係る時間は 30 分以内から、導入後は 92％が 10 分以内の回答
であった。又、病棟医療消耗品在庫は、スタッフの 66％が減少したと回
答している。中材では病棟の医療消耗品の使用状況把握と在庫管理がで
き、医療消耗品購入金額は簡易 SPD導入後では月に約 11 万円減少した。
［考察］このことから今回の簡易 SPD導入は、病棟医療消耗品の大量保管
をなくし、病棟業務のスリム化に多少寄与したことが分かった。今まで中
材は病棟からの請求に応じて払い出すだけであった。しかし、中材スタッ
フが患者に使用される医療消耗品全般を把握し、病棟への定数配置を行
う方法が適正な在庫管理に繋がるとわかった。今後は積極的に中材担当
者が病棟に行き、主体的に病院全体の医療消耗品管理に取り組み、病棟の
業務軽減に貢献していきたい。

P3-12-2 コスト漏れ防止対策～処置入力を確実に実施
するための取組み～

○
あんどう ま す み

安藤 万寿美、後藤 幸子
NHO 大分医療センター 看護部

はじめに：平成 24 年 12 月より電子カルテが導入され、いままでのコス
ト入力方法のシステムが変更された。電子カルテ導入時、コスト入力につ
いては一般的な処置の入力手順に対して一度教育があったのみで、処置
入力に時間を要し入力漏れも多く発生していた。実際に、コスト漏れ状況
を算定すると全病棟で 3,747,125 円の損失が想定された。そこで、コスト
漏れ防止対策を具体的に取り組む必要があると考えた。問題点：1．診療
報酬の仕組みが理解できていない。2．コスト漏れ防止対策が病棟間で格
差がある。3．処置の入力方法がわからない項目がある。取組み計画：1．
医事より診療報酬の仕組みや現状の不足な点の説明を受け知識を深め
る。2．各病棟の処置入力漏れ対策を具体的にし、病棟格差をなくす。3．
各病棟の処置入力漏れ状況を毎月チェックし評価する。4．処置の早見表
と入力方法をまとめたマニュアルを作成する。結果：1．診療報酬の仕組
みを理解することで、煩雑にしていた入力を整理できた。2．各病棟の対
策を共有することで、病棟に合った具体的な対策を検討できた。3．調査
結果を示すことでコスト未入力件数は、230 件から 10 件以下に減少した。
4．処置早見表と入力手順を作成したことで、簡単に算定要件などを確認
することができるようになった。今後の課題：継続したコスト入力漏れ
状況のチェックが必要である。処置早見表と入力手順を新人教育に活用
し、漏れ防止につなげる。診療報酬改定に伴い、算定要件が変更になった
処置の周知を図る必要がある。

P3-12-3 コスト入力におけるテンプレートの有効性の
検討～病棟看護師に対する使いやすさの調査
より～

○
かねかつ と も こ

金勝 智子、福川 則子、佐々木 博之、貞永 美里、櫻井 和香
NHO 横浜医療センター 看護部

【目的】研究者が電子カルテ上に作成したコスト入力用テンプレートが、
病棟看護師のコスト入力における使いやすさの改善に有効かを明らかに
する。【方法】病棟看護師（3病棟）に対し 2か月間テンプレートを使用し
て貰い、その後質問紙調査を行った。【倫理的配慮】質問紙は個人が特定
されないよう無記名にて実施した。【結果】研究協力者は 76 名で、テンプ
レートを使用した看護師は全体の 41％であった。テンプレートの使いや
すさは、「使いやすい」44％、「使いにくい」25％、「どちらでもない」28％
であった。またテンプレートの入力時間は、「時間がかかった」32％、「時
間がかからなかった」68％であった。テンプレートの使いやすさについて
「どちらでもない」と回答した者のうち、今後従来のコスト入力画面を使
用したいと回答した理由は、「従来のコスト入力画面の方が使いやすい」
「テンプレートは探せたが取りたいコスト項目を探しにくい」「取りたい
コストの項目がない」の順で多かった。【考察】2011 年の調査では従来の
方法に対し、使いにくいとする看護師が多かった。しかし今回の調査では
従来の方法が良いとする看護師がいる。その要因として従来のコスト入
力方法に慣れた事が考えられる。一方、テンプレートを使用した看護師に
とっては時間がかからず使いやすい事より有効であった。より有効性を
明らかにするには、テンプレートの使用方法を繰り返し指導し、長期間使
用し慣れてもらう必要がある。また今回は、テンプレートの項目数を限定
したためニーズに対応できていなかった。今後は使用頻度の高い項目数
を追加する、関連する複数の項目をまとめて入力できるようにする等の
改良が必要である。
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P3-12-4 業務見直しによるリーダーの時間外勤務の削
減への取り組み

○
みやした ま ゆ

宮下 真優、丸山 智代、細川 安花里、戸部 昌代、
赤羽 久美子、赤塚 奈緒美、野村 ゆかり、田村 渥美

NHO まつもと医療センター 中信松本病院 5病棟

【背景】当病棟では、時間外勤務が多く特にリーダーが一人で残務を行っ
ている姿を多くみかける。多くなる理由として、メンバーに託せる内容の
業務を行っていることが要因ではないかと考えた。時間外勤務が長時間
に及ぶことで、スタッフの疲労は蓄積し、看護の質の低下を引き起こす可
能性がある。そこで、リーダーの時間外勤務を削減するために病棟全体の
業務改善に取り組んだのでここに報告する。【目的】業務の効率化をはか
り時間外勤務の短縮へつなげる。【方法】期間：H25 年 5 月～H26 年 2
月 時間外勤務実態調査と時間外勤務意識調査アンケートを当病棟看護
師 20 名対象に実施【結果及び考察】4～6月の時間外勤務の実態を調査し
てみると、日勤帯の時間外勤務の平均は全体で 31 分。メンバーの平均 22
分に対しリーダー 67 分とメンバーより 45 分長く、更に 4割が 120 分を
超えていた。時間外勤務の意識調査アンケートを実施し、時間外勤務に対
する思いと時間外勤務の要因を収集。アンケート結果より業務改善の必
要性が考えられ、各勤務の業務の洗い出しを行い業務改善を実施。その結
果、9～11 月の実態調査では、日勤帯の時間外勤務の平均は全体で 29 分。
全体としてはわずか 2分の短縮であったが、メンバーの平均 25 分に対し
リーダーは 40 分であり、4～6月と比べメンバーとリーダーの差は 20 分
の短縮が認められ、120 分以上の時間外勤務者は 2割となった。今回、従
来行ってきたリーダー業務の一部をメンバーに移行し業務改善を行うこ
とで、リーダー業務を軽減できた。しかし、全体の時間外勤務の短縮を図
るためには、更に業務手順や内容の見直し、改善が必要と考えられた。

P3-12-5 清潔野内のコード類固定・ガーゼカウントの
検討

○
た ば た ようへい

田畑 庸平、村井 春香、小澤 恵、渡辺 昭子、斉藤 恒哉、
渡辺 知尋、岩下 芽衣、梅木 幸香、篠田 羽瑠香、山内 典子

NHO 静岡医療センター 中央手術室

【はじめに】手術室看護においてガーゼ・器械カウントは患者の体内遺残
防止のためにかかせない看護のひとつである。当手術室ではガーゼカウ
ントに関するインシデントの報告が続いたため、インシデントKYTを実
施した。カウントミスの原因としてガーゼカウントの複雑化が挙げられ
た。そこで、カウントミスを減らすために看護師が介入できることとし
て、ガーゼの使用枚数や固定方法に着目し、ガーゼカウントがより正確か
つ速やかに行えるようにしていきたいと考えた。その方法について、検討
し実施、調査したのでここに報告する。【研究方法】研究デザイン：質問
紙法、相関関係研究 期間：平成 25 年 5 月～平成 25 年 12 月 対象およ
び条件：手術室看護師 31 名倫理的配慮：アンケート結果は本研究以外
に使用しないものとする。【結果】コード類固定具のサンプリングの実施。
手術開始時のガーゼを 10 枚とした。カンファレンスにて、コード類固定
方法の統一。ガーゼカウントに関するインシデント（レベル 0、1）の報告
数が増えた。【考察】サンプルを導入する場合は全ての手術で使用しなけ
れば、ガーゼカウントへの統一性がなく混乱が起こる可能性がある。ガー
ゼの固定方法や情報統一を行うことで複雑化しているガーゼカウントを
簡易化できたと思われる。ガーゼカウントに関するカンファレンスを重
ねたことで、ガーゼカウントに対する意識の変化が考えられる。【結論】
コード類固定に使用するガーゼの代用品となる製品は導入に至らなかっ
た。器械出し・外回り看護師とホワイトボードでガーゼの使用枚数の情
報を共有できるようになった。

P3-12-6 患者との関わりの時間を増やすために～衣類
の準備時間の削減に取り組んで～

○
やまかげ み き

山影 美紀、渡部 純子、中島 美都恵
NHO 花巻病院 わかば病棟

【はじめに】
当病棟はいわゆる動く重症心身障がい児病棟で、個々の特性に合わせた
衣類や小物を毎日患者ロッカーに準備するには約 100 分を要していた。
また、その作業に看護師が入るため患者対応の時間がとれないとの意見
も多くあり、【衣類準備の平均時間を 11 月までに半分にする】と目標を掲
げ、QC活動として取り組んだので報告する。
【方法と対象】
衣類と小物が入ったカートを、オムツ交換中に押して歩き、そこから汚染
時に使用するという対策を立案し、2週間実施した。しかし、夜勤帯の少
ない人数でオムツ交換車 1台と、さらにカートを押して歩く作業は大変
だという意見が多数あり、再度 PDCAサイクルを回し【介助員が準備す
る方】向で検討し、【介助員の業務整理】と【ロッカー準備の手順の見直】
しを行った。
【結果と考察】
看護師のロッカー準備時間はゼロになった。1日介助員 1名でロッカー準
備と衣類等を押して歩けるカート準備にかかる時間を測定した結果、45
分に短縮し目標を達成することができた。無形効果としては、患者に関わ
る時間が増えた事、少人数での見守りの時間が減り、患者の安全に繋がっ
た事があげられた。今回の取り組みでは、看護師と介助員で行っていた衣
類準備を介助員のみで行うことで、複数での患者見守りができるように
なり、患者の安全に繋がった。また、時間的な余裕ができたことで、精神
的にも余裕ができ、患者との充実した一対一の対応時間を増やすことが
できた。

P3-12-7 手指消毒剤携帯ポーチを導入しての効果～手
指衛生行動に対する意識調査～

○
きたむら

北村 このみ、三栖 麻理子、斎藤 芳子
NHO 横浜医療センター 看護部 手術室

【はじめに】A病院では手指消毒剤を使用して手指衛生行動を行ってお
り、各病棟で目標量を設定し達成できるように取り組んでいたが、2012
年度は手術室の目標量を達成できていなかった。これは郡司らの調査で
明らかになったように、「自分の手の届く範囲に消毒薬がないため、使用
したい時に使用できない状況があった」1）と考えられた。そこでいつも
携帯し、手指衛生行動ができるよう携帯ポーチを導入し、実際の手指消毒
剤使用量の変化を検証した。【研究目的】手指消毒剤携帯ポーチ導入によ
り、手指消毒使用量の変化をみる【研究方法】1）対象：A病院手術室看
護師 27 人 2）期間：2013 年 6 月 3 日～11 月 30 日 3）方法：（1）手指消毒
剤と携帯ポーチを全員に配布し、手指消毒剤の携帯ポーチ導入前後の使
用量を比較する（2）導入後アンケートによる意識調査を実施する【結果】
1）目標量 8800ml�月とし導入前 2012 年度一年間の手指消毒使用量：平
均 4495ml�月、導入後 2013 年 6 月～10 月：平均 7459ml�月と増加した
が、目標量までは達成できなかった 2）全員が「使いたい時にすぐ使える
ようになった」とアンケートで回答した 3）携帯ポーチ導入後の 11 月平均
使用量は 6320ml となった【考察・まとめ】ポーチを導入することで、手
指衛生行動を意識させることができ、使用量は 1.6 倍に増加した。しかし
携帯するだけでは継続的な使用量の増加にはつながらず、使用量が減少
した。その原因の 1つとして知識の普及をしていなかったことが考えら
れる。今後より効果的な手指衛生行動ができるように知識の普及をして
いく必要がある。
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P3-13-1 看護師長として感染管理を効果的に実践する
ために～自己評価表を導入して～

○
う す い

臼井 のぞみ、清田 久美子、藤井 由美恵、平井 雅美、
浄泉 英子

NHO 横浜医療センター 看護部

【はじめに】病棟における感染管理は看護師長の役割が大きく、当院の業
務内容としては 1、組織として感染管理が円滑に活動できるようにリンク
ナースなど支援する 2、現場でスタッフへの感染管理教育 3、患者・家族
への説明と指導 4、書類の届け出などがあげられる。病棟師長がこれらの
役割を、同一レベルで感染管理ができるように、行動レベルの自己評価表
を作成した。1月と 4月に院内感染防止マニュアルに基づいた、自己評価
と他者評価した結果と今後の課題について述べる。【方法】22 項目の自己
評価表を作成し、1月と 4月に実施。評価は達成度に応じた点数評価とし
た（100％：4点、80％：3点 50％：2点、20％：1点、0％：0点）。その
後、研究グループが他者評価可能な 12 項目について評価し、できていな
い項目を支援した。【結果】1回目の自己評価の結果、病棟看護師長 10
名の平均は 3.0 点で、他者評価は 3.2 点であった。感染発生時の患者・家
族への説明と記録に関する項目が自己評価より他者評価が低く、1.7 点で
あった。2回目（4月）の自己評価はほとんどの項目でわずかに上昇して
いるが、他施設より転勤してきた看護師長は、平均点が低かった。【考察】
感染症発生時の病室の準備など、マニュアルに基づいた具体的行動が必
要な項目については、自他ともに評価は比較的高く、スタッフの現場での
実践力はあると言える。反面、書類の提出や家族への説明と記録など、急
を要さない項目については評価が低く、今後も継続した支援が必要と考
える。新任の看護師長からは、「気づきが得られたので良かった」との評
価が得られ、継続して実施することで、同一レベルでの管理が可能になる
と考えられ、効果的と言える。

P3-13-2 パートナーシップ・ナーシングシステム
（PNS）体制の確立に向けて

○
な が た り つ こ

長田 理津子1、三野 由香理1、岡山 容美1、浅井 美穂子1、
澤味 小百合1、西部 倫代1、田中 園子2

NHO 金沢医療センター 看護部1、NHO 東尾張病院 看護部2

【目的】平成 25 年度におけるA病院の看護師の平均勤続年数は 6.8 年、平
均年齢は 28.4 歳である。経験年数の少ない看護師の増加に伴いOJTの強
化や、新人看護師が継続して働けるような教育体制、業務体制を整備する
ことが求められる。そこで PNSを 5 病棟で導入した。導入 1年後の評価
と今後の課題について報告する。【方法】実施病棟スタッフへのアンケー
ト調査。内容は「業務」「教育」「マインド」「安全・安楽・安心」の 4分野 17
項目とした。また「超過勤務時間」「記録のログイン時間」「ヒヤリハット件
数」「患者からの聞き取り」についてデータ収集を行った。【結果】「業務」の
分野では 75.5％が効果ありと答えている。「教育」では 66.6％が効果あり
と答えていたがどちらでもないが 26.1％みられた。「マインド」では
76.1％が相手を尊重し、対等な関係として見ていたが 2～3年目は対等と
考えていない人が 36.8％もいた。「安全・安心・安楽」では 83.9％が患
者・看護師にとって良い体制であると答えていた。超過勤務時間では 5
病棟中 4病棟で減少が見られた。記録のログイン時間は導入前は 14 :
00～15 : 30 だったが導入後は 10 : 00～11 : 30 と早くなった。ヒヤリハッ
ト件数についてはH23 年前期 394 件に対し 24 年前期 632 件と増加した。
患者からの意見としては直ぐに対応してくれる、受け持ち看護師と関わ
ることが多くなったと好評だった。【結語】PNSは「業務」「安全・安楽・
安心」という視点で有効性がみられた。今後も PNSを継続しながら効果
の検証を行いパートナーシップマインドの醸成を図っていくことが重要
である。

P3-13-3 パートナーシップ・ナーシング・システム導
入による看護師の気づきや学び

○
た な か ち か こ

田中 千香子、西 真佑、稲田 翔子、長谷川 恵美、
齊藤 富美恵、本多 雅之

NHO 富山病院 1病棟1階

【はじめに】当院で昨年より新しい看護方式として PNSを導入した。PNS
は看護が見える化しやすい効果があると言われている。当病棟は、神経難
病、脳血管障害後遺症の患者が主であり、個別性の高い看護が要求されて
いる。今回、PNSの導入により、ペアでの看護実践を通しての気づきや学
びがどう変化したかについて報告する。【研究方法】対象：病棟看護師 23
名。方法：「PNS導入後の変化」について自由記載で調査をした。分析：
記載文を意味内容が類似したものを抽出し、カテゴリ化した。【結果】得
られたカテゴリは『患者ケア』『人間関係』『教育』『時間』『マンパワー』の 5
つであった。『患者ケア』では「ペアでケアすることで安全確保につながっ
ている」「ペアで行っていくので、 患者・看護師にとって安全」があった。
『人間関係』では「ペアでの判断のため心強い」「ペアでケアする方が心に
ゆとりがもてる」があった。『教育』では「不安な時など、パートナーに
すぐに相談できるため安心」「他のスタッフの意見が参考になる」があっ
た。『時間』では「勤務時間内に終われるようになった」「超勤が減った」が
あった。『マンパワー』では「身体の負担が減った」「スタッフが少ないと
大変」があった。【考察】まだ当病棟は PNSを導入して間もないが、多く
のメリットを感じている。とくにペアで看護実践を行うことで、その場で
相談・判断・指導を受ける機会となり不安が軽減され、安心感に繋がっ
ていたと考えられた。

P3-13-4 パートナーシップ・ナーシング・システム導
入後のA病棟における先輩看護師の意識変化

○
しろかわ り な

城川 里奈1、岡山 容美2、谷保 和美1、新谷 美紀1、
結城 絵里子1、田中 里美1、谷田 万里1、山本 夏美1

NHO 金沢医療センター 南4病棟1、NHO 金沢医療センター 東6病棟2

【はじめに】当病棟では PNS導入直後に先輩看護師より「後輩や新人とペ
アを組むと負担が大きい」という声が多く聞かれた．今回時間の経過にて
先輩看護師の意識に変化があったのか調査し，また病棟全体で個々の
パートナーシップのあり方についてシェアする会を設け，その後の先輩
看護師の意識変化についても検討したので報告する．【対象】当病棟にて
PNS導入時（2012 年 11 月）より在籍している 5年目以上の看護師 10
名【方法】9月に独自に作成したアンケート用紙を用いて調査を行った。
その後 2回の「シェアの会」を設け、11 月に同じアンケートを再度実施し
9月との結果の比較・自由記載の内容を分析した．【結果】後輩・新人と関
わる際の意識について 2回のアンケートを実施したところ、11 月では 4
項目の質問，自由記載内容において対象スタッフ全員に意識変化がみら
れた．自由記載内容には「シェアの会」を実施したことによる効果を感じ
ているという記載もみられた．【考察】PNS確立のためには，後輩・新人
とペアを組む際に感じる負担感を「投資」と考え改善策を見出していくこ
とが不可欠であると考えられる．状況に慣れるため時間の経過を待つこ
とも必要であるが、負担感や個々の考えるパートナーシップについて思
いを共有する時間を設け，個々がパートナーシップについて振り返る
きっかけを作ることも負担感の軽減につながると考えられる．【まとめ】
PNS確立のためには負担感を今後への投資と考え時間の経過を待つこ
と，さらに先輩同士が思いを共有し合うことが負担感の軽減につながり，
PNS確立への効果を生む．
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P3-13-5 中堅看護師が認識しているPNSにおける「相
互補完」とは～PNS導入後約1年が経過した
A病棟の中堅看護師の語りから～

○
さかもと ゆ か

坂本 由果、高橋 芳恵、石川 奈穂、砂崎 利華、疋島 亮子、
長田 理津子

NHO 金沢医療センター 看護部

≪研究目的≫A病棟では PNSを導入し、従来の看護体制が大きく変化し
た。お互いに補い合っている関係性が見えたとしたら、相互補完のメリッ
トを意図的に生かすことに発展するのではないかと考えた。今回、A病棟
の中堅看護師が認識している PNSにおける「相互補完」を、実際の語り
から分析して明確にする。≪方法≫対象は、看護師長，副看護師長を除く
同意を得られたA病棟の経験年数 6年目以上の看護師 9名である。研究
目的にそってインタビューガイドを作成し、半構成的面接法にてデー
ターを収集した。≪結果≫分析した結果、10 のサブカテゴリーと、3のカ
テゴリーが抽出された。≪考察≫中堅看護師は、後輩をサポートする立場
であると認識し、情報をどう判断し決定するかは、自分の役割であると感
じていた。「対等」という言葉は否定されていたが、「対等」でないからこ
そ自分たちが責任をもち補完するという認識を表出していた。また、患者
との関わりの場面を一緒に行動することで、タイムリーに指導でき、その
ような機会教育や共に看護を実践する場面で、後輩からも学び得るもの
として相互の関係性を感じていた。PNS導入により、患者に還元できてい
る体験という本来の看護師の役割発揮が相互の信頼へ発展していくもの
と考える。PNSにおける相互補完のめざすところは患者へのよりよい看
護であると考える。≪結論≫【相手のことも責任を負う立場であることを
自覚】【互いの成長を願いよりよい指導を模索】【二人の力が患者の看護に
繋がった実感から生まれる信頼】という 3つのカテゴリーが抽出された。

P3-13-6 ペアリングケア導入の効果について

○
にしかた あ や こ

西方 亜也子、玉木 加代子
NHO 宇多野病院 看護部

【目的】ペアリングケアの導入で、患者の安全・安楽の確保、OJTの機会
の増加、看護師の抱える身体的・精神的負担の軽減に繋がるか検討する。
【用語の定義】ペアリングケア：経験や力量が異なる 2名の看護師がペア
を組みケアを行うこと。【方法】1．対象：看護師 17 名。2．期間：平成 25
年 8 月～12 月。3．方法：1）意識調査アンケートを実施後ペアリングケア
の取り組み案を作成しペアリングケアを実施。2）中間評価として 2回目
の意識調査アンケートと意見聴取を実施。3）中間評価を踏まえ取り組み
案を修正し周知。【結果】意識調査アンケートで全看護師がケアは一人で
実施しており多くの看護師が身体的・精神的負担を抱えていた。ペアリ
ングケア導入後の中間評価では 60％以上の看護師が一人でケアを実施
する頻度が減っていた。経験の浅い看護師からは患者を知る機会になっ
ているという意見があった。経験の多い看護師は否定的意が多かったが
ペアリングケアのメリットを伝え徐々に協力が得られるようになった。
患者からは看護師 2名でケアすることを好意的に受け取る発言やケアへ
の要望を伝えられる場面が増えた。【考察】否定的な意見の多くは自分の
受け持ち患者に加え他のスタッフの患者のケアも行うために疲労感が増
したことが原因であった。ケアの回数は増加するが 2人でケアするため 1
回の身体的負担は小さくなり、精神的負担も小さくなっているとペアリ
ングケアのメリットを繰り返し説明したことで徐々に受け入れられたと
考える。患者に対しても要望を伝えやすい安心感を提供できたと考える。
【結論】ペアリングケアを導入することで、患者の安楽の確保、OJTの機
会の増加、看護師の抱える負担の軽減に繋がった。

P3-13-7 新人教育の取り組み～評価表を使用した指導
の結果～

○
は ま だ ま な み

濱田 真奈美、粥川 由佳
NHO 名古屋医療センター 西8病棟

【はじめに】昨年（平成 25 年）、組込みシステム技術協会（2009）の「指
導担当者用OJT運営マニュアル」を基に、先行研究として「新人教育計
画」実施後の実態調査を行った。その結果、スタッフが計画通りにいかな
かった時に計画を調整し指導するのは難しく、進捗状況を管理するまで
には至っていないと感じていることがわかった。そこで、新人に対し毎月
評価表を用いて自己評価と他者評価を行った。また、評価項目に関しての
指導方法や留意点を明確にしたことで指導に効果があったか調査した。
【方法】呼吸器病棟に勤務する 3年目以上の看護師（以下指導者とする）14
名（研究者を除く）を対象とし、先行研究で使用したアンケート用紙を基
に、独自で作成した無記名のアンケート用紙を用いて記述的調査を行っ
た。【結果】アンケートの回収率は 14 名（100％）。評価表を使用すること
で指導者の進捗状況の把握と調整が「大いにできた」、「できた」と答えた
者は 85.7％であった。指導者間での情報の共有は「大いにできた」、「でき
た」と答えた者は 57.2％であった。また指導方法に関しての自由記述とし
て「評価者が決まっていたので評価者以外の看護師が同じように指導し
ていないように感じた」などの意見があった。【考察】今回、評価表を使
用して自己評価、他者評価をすることで進捗状況が明確となった。しか
し、評価表の評価者を限定したことで指導者間の情報共有があまりでき
ていないと感じていた。今後、評価表の評価者だけではなく、指導者が統
一した指導や評価をするための情報共有ができるように、指導者全員に
オリエンテーションを行い、評価表に対する共通認識を行う必要がある。

P3-14-1 SOCを用いて看護師長のストレス対処能力を
高めるための検討

○
なかもと

中元 めぐみ1、堂園 文子1、中村 千鶴1、田中 康子2

NHO 鹿児島医療センター 看護部1、NHO 福岡東医療センター2

【研究目的】SOCは、「わかる感」（把握可能感）・「できる感」（対処可能
感）・「やるぞ感」（有意味感）の 3つの感覚から構成される。今回の研究で
は、SOCのスケール調査を行い看護師長のバランス傾向を分析した。SOC
の 3つの感覚をバランスよく持ち、ストレス対処能力を高めることがで
きたかを目的に検討を行った。【結果】看護師長 13 名（有効回答率 100％）
を対象に日本語版 SOCスケール調査（1回目）を行い、ワーストシナリ
オ・ベストシナリオ事例のロールプレイングを実施し、日本語版 SOC
スケール調査（2回目）を行った。SOCの中の「わかる感」の平均 48.53
点（63.03％）「できる感」40.39 点（57.7％）「やるぞ感」36.23 点（64.7％）で
あった。SOCの 8つのタイプの中で、ストレスに対処する時の看護師長の
傾向をみると、ストレス対処マスタータイプが 12 人で、マイペースタイ
プが 1人であった。2回目の調査は、「わかる感」の平均 53.48 点（69.45％）
「できる感」42.4 点（60.58％）「やるぞ感」37.97 点（67.8％）であった。SOC
の 1回目と 2回目の調査で全体の点数（P＝0.02）と「わかる感」の点数
（P＝0.008）で、両群間での有意差が認められた。【結論】1．ストレス対
処マスタータイプが最も多くストレスに対処する必要な認知する力、行
動する力、動機付ける力のバランスが高く、ストレス対処能力が高かっ
た。2．SOCを強めるために画一的なものではなく、下位要素別アプロー
チによる介入プログラムの確立が必要である。
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P3-14-2 A病棟に勤務する看護師のストレス調査

○
さかもと み ゆ き

坂本 美幸
NHO 熊本南病院 3病棟

【目的】A病棟看護師のストレスの内容を把握すると共に経験年数での違
いを明らかにする。【方法】A病棟看護師 19 名を対象に、自己記入式調査
表を配布。臨床看護職者の仕事ストレッサー測定尺度（NJSS）を用い 7
因子毎に 0～4の 5 段階評価を行い、因子毎に比較した。また、経験年数
別にも平均値を比較しクラスカルワーリスの検定を行った。【結果】回収
率 100％、有効回答率 94％であり経験年数 1～3年目が 5名、4～9 年目が
5名、10 年以上が 8名であった。NJSS の平均得点は、1～3年目が 2.55、
4～9 年目が 2.91、10 年目以上が 2.758 で 3 群間に有意差はなかった。経験
年数と因子別では、1～3年目は「仕事の量的負担」が 3.44 と最も高く、
次に「看護職者としての役割」2.92、「仕事の質的負担」2.88 と高かった。
4～9年目と 10 年目以上も「仕事の量的負担」が 3.8、3.28 と最も高く、次
いで 4～9年目は「患者との人間関係」3.5、「仕事の質的負担」3.2、10
年目以上は「仕事の質的負担」2.95、「患者との人間関係」2.94 の順であっ
た。経験年数と因子別に行った結果では、「職場の人的環境」p＝0.32、「看
護職者としての役割」p＝0.40、「医師との人間関係と看護職者としての自
律性」p＝0.22、「死との向かい合い」p＝0.60、「仕事の質的負担」p＝0.16、
「仕事の量的負担」p＝0.49、「患者との人間関係」p＝0.30 となり、有意差
はなかった。【結論】1 経験年数に関わらず仕事の量的負担に関するスト
レスが最も高かった。2 看護師経験年数別でのストレス内容に有意差は
なかった。

P3-14-3 手術室看護師のストレスとコーピング

○
おおむら あや

大村 綾、日野 亜矢、大津 美有季
NHO 静岡医療センター 中央手術室

当院では緊急手術適応の患者が一刻も早く手術を受けられるように、
救急外来から病棟や ICUを経由せずに直接手術室に入室する体制（直入
体制）をとっている。手術室の勤務体制は日勤で、時間外は常勤看護師内
で 2人一組の呼び出し体制（拘束制）をとっている。そのため、急な出勤
要請、過度の緊張、患者情報の不足や準備に充てられる時間の不足等、手
術室看護師の抱える身体的・精神的負担は大きい。その中でも全科の手
術介助、人員配置や他部署との調整ができる手術室看護師は 5名と拘束
勤務者の 41.7％しかいない。拘束勤務に新卒者は配置できず、2年目以上
でも個々によってはサポートが必要など組み合わせにも制約が多い。看
護師個々の背景も様々であり家庭との両立に不安を持つ声も聞かれてい
た。実際に拘束勤務者に子育て中の看護師はおらず、逆に、非常勤看護師
は全て子育て中の看護師である。また、子育て中の看護師の中には手術室
の現状を知りフルタイムで勤務することを躊躇している者もいた。時間
外勤務が可能な人員は限られており、一部の看護師が過重な負担を抱え
てしまう現状がある。このように、勤務体制や部署の特徴、経験年数、社
会背景など様々な要因により手術室看護師はストレスを感じている。今
回、手術室看護師が感じているストレスの内容を明らかにし、コーピング
分類より当手術室看護師のストレス対処方法の特徴を調査した。
当手術室に勤務する全ての看護師 27 名を対象に、個人属性のアンケート
と、平成 25 年 6 月から 12 月までのストレス実態調査の実施。それらの結
果からストレスとコーピング内容をカテゴリー化し、個人属性、ストレス
内容のコーピングへの影響を検討したので報告する。

P3-14-4 「副看護師長能力評価表」を活用した評価結果
における一考察

○
の む ら ひ ろ こ

野村 浩子、大塚 歩、上角 亜紀子、足立 加寿子、三谷 美紀、
綱本 郷子

NHO 宇多野病院 看護部

【目的】副看護師長会で副看護師長の能力向上を目指す取り組みを始めた
が，副看護師長としての能力を評価する客観的指標がなかった．そこで，
「副看護師長能力評価表」を作成し，結果から現状を把握することで課題
を明らかにし，今後の副看護師長の能力向上に向けての示唆を得られた
ので報告する．【方法】1．対象：当院副看護師長 20 名，2．期間：平成 26
年 3 月，3．方法：「副看護師長能力評価表」を大分類 7項目，中分類 32
項目で作成し，3段階で評価する．副看護師長の自己評価，当該看護単位
看護師長の他者評価を実施．得られた結果を副看護師長としての経験年
数，当該看護単位での経験年数別で分析する．【結果】全体の平均スコア
は自己評価が 2.06，他者評価が 2.25 であった．7項目の中で平均スコアよ
り低い項目は教育（研究に関すること），経営（コスト管理），患者看護に
関する事項であった．また，平均スコアより高い項目は看護管理の中の組
織役割の理解，人事管理，安全管理に関する事項であった．副看護師長の
経験年数別の自己評価をみると，1年目：1.84，2～4 年目：2.21，5 年目以
上：2.03 であった．5年目以上の経験年数があっても自己評価は低い傾向
がみられた．また看護単位経験年数別にみると，1年未満：1.99，1 年以
上：2.11 であった．【考察】副看護師長としての経験を積むことで役割意
識は高まるが，看護実践と管理業務を両立するためには，副看護師長とし
て自ら学ぶ姿勢と上司・仲間との連携が必要である．

P3-14-5 インフォームド・コンセントの看護師の同席
に対する意識変化

○
おりもと だ い き

折本 大樹
NHO 高崎総合医療センター 救急救命センター

【はじめに】インフォームド・コンセント（以下 IC）における看護師の役
割は医師の説明内容を患者・家族がどのように理解したか確認すること
である。救命救急センターでは、緊急検査や手術、侵襲的処置が必要とさ
れる患者が多く、ICに対する看護師の役割も大きい。A病院の救命救急
センターでは、緊急入院や重症患者の対応を優先することで、同席できな
い現状があった。そこで現状の問題を把握し、ICに対する看護師の役割
について意識調査と同席率の変化について研究に取り組んだので報告す
る。【目的】看護師の IC同席に関する現状調査から IC同席への意識付け
について検討する。【調査期間】平成 25 年 6 月～9月【方法】今回は救命
救急センターに入院する患者数で最も多い、脳神経外科患者の ICに関し
て、看護師にアンケート調査を行った。【結果・考察】1回目の現状調査の
アンケート結果より、同席率は 80％であった。その後 ICの同席の重要性
についての勉強会を実施し、看護研究チームを中心にスタッフに声をか
け、同席できる環境を整えていった。2回目のアンケート調査を行った結
果同席率の変化は見られなかったが、アンケート結果から「看護師が IC
に同席する必要があると思いますか」という問いに対して、「非常にそう
思う」が 44％から 64％に増加し、「そう思わない」が 4％から 0％に減
少している。勉強会と 2回目のアンケート結果より、スタッフの同席に対
する意識向上に繋がったと考えられる。
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P3-14-6 救急外来における外傷看護の統一化に向けて

○
ま え だ ま り な

前田 真里奈
NHO 熊本医療センター 救命救急センター

【はじめに】平成 24 年度、A病院に救急搬送された外傷患者は 741 名で
あった。外傷初期診療を行う中で、看護師は看護本来の機能である「診療
の補助と日常生活援助」を発揮し、チームの一員として重要な役割を担う
必要がある。現在、外傷初期診療では PTD（適切な対応をとれば死を回
避する事ができた外傷死）をいかに回避するかが最大の課題といわれて
いる。そこで、統一した外傷看護を行うために、救急外来スタッフの看護
レベルアップの取り組みを行ったので報告する。【目的】救急外来スタッ
フに対する、外傷看護のスキルアップのために行った取り組みの効果を
明らかにする。【方法】対象：救急外来看護師 11 名 方法：1．救急外来
スタッフの外傷初期看護の理解度、実践力、看護記録等のアンケート調査
2．スキルアップのための対策（記録用紙の改訂、体験型勉強会の実施）3．
スタッフの理解度の変化を確認【結果・考察】勉強会前のアンケートで
は、ABCDEアプローチを理解し実施できている看護師は 7名（64％）で
あった。また、記録が行えている看護師は 4名（36％）に満たなかった。
アンケートの意見から、現在の記録用紙はABCDEで記録することが難
しいことが明らかとなり、外傷初期診療 JNTECのプロトコールに沿っ
て、チェックボックス形式のチェックリストを作成した。チェックリスト
と外傷初期診療について、実技を含めた勉強会を実施した結果、参加者の
7割がよく理解できたと回答した。体験型の勉強会を実施したことで、
チェックリストの内容、外傷看護の一連の流れが理解できたと考える。今
後、観察の手順に沿って記録できる外傷記録用紙の作成などに取り組ん
でいきたい。

P3-14-7 当院COPDセンターにおける患者教育の現状
と課題

○
まえかわ ま さ よ

前川 雅代1、三上 祥博1、堀 良行1、河田 清志1、村中 美幸1、
小松 裕輔1、佐伯 一成1、新野 智与1、金野 衣久美1、
山木 利恵子1、菅原 夏実1、杉谷 祐紀1、河江 笑子2、
清野 しのぶ2

NHO 旭川医療センター COPDセンター1、NHO 旭川医療センター 看護部2

【目的】当院には肺の生活習慣病であり，潜在患者が多いとされるCOPD
を対象とした疾患センターがある．その活動内容の一つとして疾患の啓
蒙活動があり定期的なCOPD教室の開催や入院あるいは外来にてのパ
ンフレットを用いた患者教育を行っている．開設 6年目を迎えるにあた
り改めて患者の求める情報を再調査し，現状と今後の課題を明らかにす
る．【方法】入院中のCOPD患者 20 例を対象とした．過去に感染などに
よるCOPD急性増悪を有する例が 9割でみられた．LINQ（Lung Informa-
tion Needs Questionnaire：既存の COPD患者セルフマネジメントの教
育ツール・評価尺度の自己記入式の質問票）を用いて調査を行い検討し
た．【結果】LINQの総スコアは 2～3が多く，「病気の理解度」「薬」「自己管
理」「運動」「栄養」の各ドメインのスコアは 1～2と低値であるが，緊急時
の対応についての情報不足がみられた．「禁煙」のドメインはすべての対
象患者がスコア 0であった．また，記載欄には病状の変化に応じた適切な
教育指導を求める意見などがみられた．【考察】COPDセンターは多職種
で構成されており，各スタッフがCOPD教室の担当分野における講師と
なることで専門的は情報提供が行われていることも各ドメインの低スコ
アに寄与していると推察された．また，「自己管理」のドメインにおいて
は，過去の入院歴などより増悪時における受診のタイミングや症状コン
トロールへの指導不足がみられた．患者の背景や症状に応じた適切で個
別的な教育が今後の課題であり，患者教育を充実させる正確な情報を各
スタッフが把握するためにも定期的な調査を行うことが望ましいと考え
られた．

P3-15-1 外来通院中のCOPD患者における口腔環境の
現状と維持管理に向けた看護支援の検討―指
導パンフレットを用いた看護介入への試み―

○
いしざわ

石澤 いずみ、兵藤 陽子、廣瀬 規代美
NHO 沼田病院 外来

【はじめに】慢性閉塞性肺疾患（以下COPD）患者の重症化を予防するこ
とは重要であり、知識や技術を日常生活に取り入れなければならない。故
に、正しい情報を提供し、正常な口腔環境を維持管理できるようセルフマ
ネジメントに向けた支援が必要である。【研究目的】当院外来通院中の患
者の口腔環境と自己管理の認識を基に、パンフレットによる指導を試み、
口腔環境の維持管理に向けた看護支援について検討した。【倫理的配慮】
所属施設の倫理委員会の承認及び対象者の同意を得た。【研究方法】当院
外来通院中で同意の得られた患者 5名を対象とした。現在の口腔状態を
Eilers 口腔アセスメントガイドに沿って観察し、アンケート用紙を用い
聞き取り調査を実施した。対象者の口腔状態の結果に基づき口腔ケアの
パンフレットを作成し、本人と家族に指導を行った。口腔ケア指導 1カ月
後に同様の調査を行い、事例毎に口腔状態のスコアとアンケート結果の
比較検討を行った。【結果】口腔ケア指導前後で合計スコアがA氏は 9
点から 11 点に悪化した。B氏、E氏は変化がなかった。C氏は 9点から
8点、D氏は 10 点から 8点に改善した。アンケートの結果、スコアが良く
なった患者は、ブラシの使用や、含嗽の回数が増えたという改善がみられ
た。また定期的に歯科受診をしていなかった 2名が受診し、口腔内を意識
するようになった。【考察】指導後にスコアが悪化したケースでは、家族
の介入がなかったことや、口腔ケアの必要性を認識して習慣化されるま
で繰り返し指導する必要性が考えられた。COPD患者への支援として、今
後は患者本人だけでなく家族の協力が得られるような関わりをしていく
必要がある。

P3-15-2 心電図モニター電極による皮膚トラブルの実
態調査

○
もり ま す み

森 真純、横山 亜弓、高木 有貴、戸森 友里、小埜寺 千恵美、
金田 麻美

NHO 仙台医療センター 西2階病棟

1 はじめに
循環器疾患患者の多くは皮膚浸潤や浮腫により皮膚が脆弱となっている
ことが多く、心電図モニター電極（以下電極）により発赤、水泡形成、掻
痒感などの皮膚トラブルが発生している。皮膚トラブル発生時の対症療
法に加えてより積極的な予防対策を実施したいと考え、実態調査を行っ
た。
2 研究目的
心電図電極の装着による皮膚トラブルの発生要因を明らかにする。
3 研究方法
心電図モニターを装着しシャワー浴を施行していない循環器疾患患者を
対象に電極による皮膚トラブルの有無を毎日観察した。発生要因として
年齢、糖尿病の有無、浮腫の有無、BMI、血中アルブミン値、気温・湿度、
アレルギーの有無、皮膚状態（乾燥、普通、湿潤）、安静度の 10 項目を収
集し、多変量解析を用いて皮膚トラブルを起こす因子の関連性を分析し
た。
4 結果・考察
対象者は 65 名、平均年齢は 75.8±13.8 歳であった。ロジスティック回帰
分析の結果、発生要因として予測された 10 項目のうち年齢のみに関連が
あり、10 才年齢が増えるごとのハザード比は 0.923（p＜0.05）であった。
加齢により皮膚の免疫機能に重要な役割を演じる表皮ランゲルハンス細
胞は減少し高齢者は免疫炎症反応が起こりづらくなる。若年者は高齢者
に比べ活動量が多く、電極が引っ張られて物理的刺激が加わりやすいた
め、皮膚トラブルが起こり易いと考える。また、皮膚トラブル発生率は
21.5％、掻痒感発生率は 20 で％あったが、掻痒感は皮膚トラブルの有無に
関わらず発生していた。
結果、10 項目のうち年齢のみに関連があり、若年者に皮膚トラブルが起こ
りやすくなる結論が得られた。
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P3-15-3 手の拘縮が強い患者に対する手指の清潔ケア
について

○
く め しょうご

久米 翔吾、成重 典子
NHO 兵庫中央病院 神経筋疾患病棟

【はじめに】A氏は手指の拘縮が強く、拳を強く握り締めた状態であり、
手指に対する清潔ケアが難しく、「手掌の湿潤」「指間の落屑」「悪臭の発
生」などの問題点があった。新たなケアの導入により改善が見られたので
報告する。【事例】80 歳代 女性、ビンスワンガー病で 5年前から入院し
ている。ベッド上寝たきりであり、ADLは全介助である。【看護目標】1．
手掌の湿潤状態が軽減する 2．落屑が容易に生じない 3．手より悪臭がし
ない【ケアの実際と結果】緑茶石鹸を用いた手浴の実施と緑茶入りハンド
ロールの作成を行った。手浴については 1週間に 1回実施し、緑茶入りハ
ンドロールについては常時握ってもらった結果、手掌を軽く擦っても湿
潤した落屑はなく、悪臭に関しても軽減が見られた。【考察】A氏に見ら
れていた「湿潤状態」「落屑」「悪臭」といった問題点は今回の清潔ケアの見
直しにより改善することが出来た。まず、「湿潤状態」に関しては、緑茶
葉の持つ吸湿性により掌内の湿潤状態が軽減された。「悪臭」に関しては、
緑茶石鹸、並びに緑茶葉に含まれるエピガロカテキンガレートの消臭効
果、及び除菌効果により悪臭が軽減した。「落屑」に関しては、手浴を行
い、指間等の細部まで石鹸を用いて洗浄し、皮膚に刺激を与えずに古く
なった角質層を除去する事により、垢の貯留を改善することが出来た。
【結論】A氏の抱える手掌の湿潤状態、落屑、悪臭といった問題点は、そ
れぞれが相互に悪影響を与えあって起こっていた事が分かり、今回の清
潔ケアの見直しにより、それらの問題点を総合的に改善することが出来
た。

P3-15-4 呼吸器病棟の看護師が退院支援で多職種カン
ファレンスを必要と判断するきっかけの実態
調査

○
お が わ ひ と み

小川 仁美1,2、梶田 智2、瀬野 真梨絵1、門田 聖子1、相田 剛1、
高田 恵美1

NHO 四国がんセンター 7階西病棟1、NHO 四国がんセンター ICU2

【はじめに】肺がん患者は病気の進行に伴ってパフォーマンスステータス
が低下するため、退院後の生活様式の調整が必要になることが多い。その
ため早期から多職種カンファレンスを実施しているが、対象となる患者、
実施時期は看護師の判断によるところが大きい。そこで、看護師が退院支
援で多職種カンファレンスを必要と判断するきっかけを調査し、患者の
選定や実施の時期を明確にするため本研究に取り組んだ。【目的】多職種
カンファレンスが必要な患者の選定や実施の時期を明確にする。【方法】
呼吸器病棟の看護師 25 名に対し、インタビューを行い、得られたデータ
を分類しカテゴリー化した。【結果および考察】対象者全員が多職種カン
ファレンスを必要と考え、そのうちカンファレンスを提案したことがあ
る看護師は 15 名であった。退院支援で看護師が多職種カンファレンスを
提案した患者では 5つ、必要と感じる患者では 6つのカテゴリーに分類
できた。どちらも病状や全身状態の悪化により退院困難な要素があり、家
族の介護力や社会資源の利用に問題がある。多職種カンファレンスを提
案した時期では 5つ、必要と感じる時期では 6つのカテゴリーに分類で
きた。入院時や治療開始時、退院間近に退院時の状態をイメージした時、
治療の経過で患者の状態が変化した時、多職種が今後の方向性の統一を
図る時に多職種カンファレンスが必要である。また、多職種カンファレン
スを提案した理由では 5つ、必要と感じる理由では 4つのカテゴリーに
分類できた。多職種カンファレンスは看護師が患者や家族の思いを代弁
することで多職種がそれを認識し、患者の退院後の生活の質向上やス
ムーズな退院支援につながる。

P3-15-5 患者・家族が抱える不安やニーズに沿った“も
の忘れ外来”の検討

○
いのうえ じゅんこ

井上 淳子
NHO 奈良医療センター 外来

当院の「もの忘れ外来」には、月 4名程度の患者が来院されており、担
当医による問診から診断、治療をおこなっている。患者・家族の中には、
診断、治療だけでなく、さまざまな不安やニーズを抱え受診する患者・家
族が多いのではないかと考える。患者・家族が抱えている不安やニーズ
を把握し、早期に対応することで、患者・家族が住み慣れた地域で安心し
て長く暮らしていくことに繋がるのではないかと考えた。【方法】もの忘
れ外来を初診で来院した 6組の患者・家族を対象にインタビューを行
い、逐語禄を分析した。【結果】患者からは≪もの忘れの自覚がないため
に生じる不安≫≪もの忘れの自覚があるために生じる不安≫のコアカテ
ゴリが抽出され、家族からは≪認知症の身近な存在、患者の変化に対する
不安≫≪手遅れになることへの不安≫≪早期診断・早期治療への期待≫
≪介護に対する疑問と不安≫≪社会制度に対する疑問≫といったコアカ
テゴリが抽出された。【考察】診察中に家族が話す内容は、もの忘れの自
覚がない患者にとって不安の要因となっているため、患者の思いを傾聴
できる診察環境の配慮が必要であると考えられる。また、家族は手遅れに
なることへの不安や早期診断・早期治療へのニーズがあり、「軽度認知障
害」との診断結果に安心して帰宅される方も多い。今後認知症へ移行する
可能性があることや認知症を予防する方法など情報提供を行うことが必
要であると考えられる。【おわりに】今回は初診時の患者・家族に限定し
分析を行ったが、患者の重症度に応じ不安やニーズも変化するため、重症
度に応じた支援がおこなえるよう継続して研究をしていくことが課題と
なる。

P3-15-6 結腸切除を受けた高齢患者の食事に関する体
験と思い

○
た け だ あ ゆ み

竹田 愛弓、福田 彩香
NHO 熊本医療センター 6東病棟

【目的】結腸切除術後の高齢患者の食事に関する体験と思いを明らかにす
る。【方法】60 歳代女性 2名を対象とし、研究者が作成したインタビュー
ガイドに沿って、個室にて 30 分程度半構成的面接を行い、患者に入院前
から絶食期間中を経て退院に向けての思いを述べてもらった。内容をカ
テゴリー分類し体験と思いについて考察する。【結果及び考察】結腸切除
術後の患者の食事に関する体験と思いについて 37 のサブカテゴリーを
抽出し、さらに 10 のカテゴリーに分類した。体験については 19 のサブカ
テゴリーを抽出し、5つのカテゴリーに分類した。思いについては 18 のサ
ブカテゴリーを抽出し、5つのカテゴリーに分類した。食事が始まるとい
う体験は、術後自分の体が順調に回復しているというバロメーターとな
り退院を意識させるきっかけとなった。食事が取れれば点滴をしなくて
よいという思いが、点滴をするという苦痛を緩和していた。また、食事は
他者との交流をもたらし社会生活の場において重要なコミュニケーショ
ンとなっていた。患者は手術を経験することで、自己のみならず一緒に生
活する家族も含めて今後の食生活を見直し、早期離床によるイレウス予
防や排便コントロールの大切さを感じていた。
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P3-15-7 ERCP後の安静保持に影響を与える因子の検
討

○
ま ご め あ や か

馬込 綾花、大平 裕子、尾崎 英美、藤並 慎之介、
阿比留 正剛、山崎 一美、佐伯 哲、久原 佳身

NHO 長崎医療センター 肝疾患センター

1．はじめに 当院ではERCPクリティカルパスを使用し治療後は 6時間
床上安静と規定しているが、安静保持ができない患者もいる。そのため、
安静保持に影響する因子について検討したいと考えた。2．目的 ERCP
後の患者の背景を調査し、安静保持に影響する因子が何であるのか明ら
かにする。3．研究方法 平成 22 年 1 月～平成 24 年 5 月に ERCPを受け
た患者 280 名について調査し、ERCP後 6 時間床上安静を保持できた症
例を安静保持群、安静保持できなかった症例を非安静保持群とし検討し
た。4．結果・考察 非安静保持群は 18 例で、そのうち最も多かった要因
が排泄行動で 11 例あり、治療時間・初回に尿意を訴えた時間は非安静保
持群が有意に短時間であった。患者は治療前に治療後 6時間床上排泄と
説明を受け、尿器使用を了承している。しかし、排泄行為を他人に委ねる
ことは羞恥心や自尊心に直結するため、患者の苦痛は計り知れない。その
ため、安静保持に影響する因子の 1つとして床上排泄への精神的苦痛が
あげられた。看護師は患者が一番に援助を求めやすい存在となれるよう、
患者の苦痛を理解して援助していくことが必要である。次に鎮静剤につ
いては、安静保持群ではオピスタン使用量が有意に高用量であった。しか
し、治療時間が長い程鎮静剤使用量も多くなると推測でき、鎮静剤の種
類・量が直接安静保持に与える影響は少ないと考えられる。また、2群間
で検査データ（P�AMY）・膵炎の合併症症状・ふらつきを比較した結果、
有意差は認めなかった。このことから、安静時間短縮の可能性が示唆され
た。今後医師と協力し安静時間や安静度について、検討することも患者の
精神的苦痛の緩和に繋がるのではないかと考える。

P3-16-1 産後入院システム導入と具体的取り組み報告

○
す が た ゆ い

菅田 由似、阿部 聖世
NHO 西埼玉中央病院 産科病棟

近年、出産年齢の高齢化や核家族化または勤労女性の増加に伴い、育児不
安を抱える母親は増加している。“産婦の高齢化”は“実家の両親の高齢
化”に比例し、里帰り出産をしても両親を頼ることができない産婦が多
い。また、若い世代の両親でも、共働きのため育児支援ができない、とい
う家庭も多く、孤立育児が蔓延した状態になっているといえる。
このような背景がある中で、産科・新生児科の医師不足から分娩取扱い
施設は減少しており、産後の入院日数は年々短縮傾向を辿っている。
埼玉県所沢市でも、産後の入院日数は平均 4～5日と短縮傾向にあり、1
か月健診等で心身の疲労や育児不安を訴える母親が多く見られるように
なってきた。当院では、このような母親を 24 時間体制でサポートするこ
とを目的として、産後入院システム導入への取り組みを行うことにした。
産後入院システムを導入している施設は全国でもまだ少なく、個人病院
や助産院がほとんどである。独立行政法人の施設においては、はじめての
取り組みである。
料金は県により助成を実施している所もあるが、1日平均 3～6万円と高
額であるにも関わらず、入所待ちの褥婦が多いという現状を鑑み、充分な
協議を重ね、料金設定をした。また、単なる入院延長とならないように、
サービス内容も検討した。さらに埼玉県所沢市では、需要が多いであろう
と思われたが、役所を始め地域住民も産後入院という言葉自体にはなじ
みがなく、広報活動にも工夫を要した。
平成 25 年 7 月 1 日から導入を開始し、徐々に利用者も増加してきた。活
動の現状と今後の課題について報告する。

P3-16-2 産科混合病棟を安全で安心な出産環境に

○
す が の

菅野 さゆり、杉山 由美
NHO 東近江総合医療センター 看護部

当院の所在する東近江市には公立の分娩施設が無く近隣の産院で出産さ
れる状況が続いた。平成 23 年度に地域の要望と滋賀医科大学の協力によ
り当院に分娩施設を開設した。当初は分娩件数約 5件�月で始まり、他の
診療科が過半数を占める女性混合病棟であった。日本看護協会の調査で
は、産科混合病棟の現状は、全体の 80.6％にも及び、当病棟の現状も産
科・婦人科・眼科・歯科口腔外科・皮膚科を担当診療科としても、病床
利用率は約 50％である。出産環境提供体制は産科単科の病棟が望ましい
とはいえ、実態を踏まえれば難しく、病床の有効活用のために基準を設け
て全診療科を受け入れている。このような現況の中で、産科入院エリアを
女性専用フロアとしてゾーンニングし安全で安心な出産環境を提供する
ための取り組みについて紹介する。安全で安心な出産環境として、当病棟
では感染リスクからの回避に関しては、産褥婦は個室入院し分娩直後か
ら母子早期接触を行い母子同室することで対応している。また、「いつ急
変するかわからない」という分娩や新生児の性質を考え、分娩や母子ケア
に集中できる体制を整備し、分娩時には産婦人科医師の立会い、分娩介助
者 1名、新生児担当者 1名で対応し、夜間分娩時には病棟担当者 1名の 3
人勤務体制とした。母子の継続的な観察と寄り添うケアにより当院で分
娩してよかったと思って頂き、分娩件数が増えることで、産科混合病棟で
の産科患者の割合が増え産科業務の割合が増えることで助産師本来の役
割が発揮でき、人材育成や魅力ある職場に繋がると考える。

P3-16-3 働きやすい職場を目指して～看護師への環境
整備に関するアンケートを実施して～

○
し が

志賀 なぎさ、勝見 智恵、片山 玲子、田中 茉緒、平畠 真希、
奥村 真美、佐伯 達矢

NHO 山口宇部医療センター 看護部

【はじめに】A病棟では看護師より、スタッフステーションの机・パソコ
ン・処置台の整理整頓ができていないため、物品の不足等があり、使いた
い物がすぐに使えず、業務がスムーズに行えないという意見があった。物
品や場所が整理整頓されていることで片付ける時間が省け、看護師の業
務軽減に繋がり、働きやすい職場に繋がると考え本研究に取り組んだ。
【目的】スタッフステーションの環境を整えることで、働き易い職場とな
るのかを明らかにする。【方法】対象：A病棟看護師 26 名（病棟師長は除
く）方法：1．病棟内の環境に関する病棟看護師同士の意見交換会を 5
回開催 2．標語を作成し、毎週 1つ掲示し、毎朝唱和 3．1．2．の前後にス
タッフステーション内の整理整頓の現状に関するアンケートを実施。ア
ンケート内容の 20 項目を自己・他者評価共に 4段階で集計し、項目ごと
の平均点で比較。【倫理的配慮】対象者に本研究について説明し、アンケー
ト調査は無記名で行った。アンケート用紙の回答をもって同意とした。
【結果・考察】病棟看護師から出た意見を参考にスタッフステーション内
の物の位置を変更し、以前に比べ随分整理されるようになったとの意見
が聞かれた。標語の唱和により、病棟職員の意識づけができ、対策前の自
己評価の平均点 55.7 点、他者評価の平均点 35.9 点、対策後の自己評価の
平均点 65.8 点、他者評価の平均点 55.7 点となった。現在の病棟の環境は
働きにくいと感じるかの項目においても、自己評価、他者評価、共に対策
前より評価は改善した。皆が共通の思いを持ち、決められた場所に片付け
る習慣がついたことで業務がスムーズに行え、働きやすい職場へと変化
できたのではないかと考える。
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P3-16-4 ICUにおける5S活動の現状とその効果～働
きやすい職場環境は自分たちで作る（創る）～

○
さ と う ゆ う た

佐藤 雄太、光岡 成斗、吉村 望、小笹 真美、武井 佐和子
NHO 横浜医療センター 看護部

【はじめに】A病院は 2010 年 3 月に新病院が開院した。救急システム変更
や電子カルテ導入、新人看護師の増員などにより、患者ケアは基より患者
ケア以外の業務量は増加した。そのような中、私たちは患者ケアにかける
時間や労力を十分に確保するために業務改善が必要と考え、器材室の 5
S活動を行った。医療現場における 5Sの意義とは、「病院業務のリスク低
減と作業効率向上のため」と言われている。本研究では、ICUにおける器
材庫の 5S活動の取り組みについて報告する。【目的】ICUの 5S 活動の現
状とよる効果を明らかにする。【研究方法】1．平成 26 年 2 月～5月に実施
2．ICU器材室における SPD定数と物品配置の見直し 3．ICUスタッフ 45
名に対して 5S実施前後にアンケート調査【倫理的配慮】収集したデータ
は本研究以外での使用はしない【結果及び考察】5S活動の実施前後のア
ンケート結果では、実施前→器材室が「使いやすい」は 2％、「使いにくい」
は 75％だった。実施後→「使いやすい」は 48％で「使いにくい」は 9％
だった。アンケート結果より 5S活動の導入は一定の効果があったと考え
る。しかしアンケート内容からはスタッフの意識の変化についての評価
はできていない。引き続き「働きやすい職場は自分たちで作る（創る）」
ということを習慣化させる必要がある。【結語】ICUスタッフに対し 5S
活動の徹底の最大の受益者は「患者」であることの理解を促し、5Sの文
化を定着させていく必要があると考える。私たちの職場がよりよい環境
になることで、患者ケアの充実につなげることがこの活動の最大の目標
である。

P3-16-5 昼休憩中にアロマテラピーを用いたリフレッ
シュ効果について

○
うえまつ

植松 あゆみ、浦井 綾佳、安江 亜由美、山田 小桜里、
西村 幸子

NHO 長良医療センター 看護部

【目的】当病棟看護師に対して昼休憩中にアロマテラピーを行い、リフ
レッシュ効果を調べたのでここに報告する。【方法】平成 25 年 9 月 5 日～
平成 25 年 10 月 2 日の昼休憩にスイートオレンジ＋グレープフルーツ
（以後柑橘オイルとする）とユーカリのアロマオイルを用いた芳香浴を行
い、その後アンケート調査を行った。【結果】柑橘オイルでリフレッシュ
出来たかに対し、61 名中 35 名 57％が「はい」、61 名中 15 名 25％が「い
いえ」、61 名中 11 名 18％が「無回答」であった。「食事のにおいと混じっ
て途中から分からなかった」「はじめはいい香りがする」という感想が
あった。ユーカリでリフレッシュ出来たかに対し、66 名中 57 名 86％が
「はい」、66 名中 3名 5％が「いいえ」、66 名中 6名 9％が「無回答」であっ
た。「スーッとして気持ちよかった」「リフレッシュした」「少し香りがきつ
かった」という感想があった。【考察】柑橘系は一般的に「爽やか」とい
う言葉で表現され好む人が多い。しかし食事のにおいに負け、リフレッ
シュを感じるには香りが弱かったと考える。一方ユーカリは効能からも
活力向上をもち、香料としても広く使用されている。また、そのまま用い
ると鼻をつく非常に強い匂いがする程の清涼感がある。その為食事中で
もユーカリを強く感じる事が出来、リフレッシュ出来たという感想に繋
がったと考える。【結論】1．昼休憩中にアロマテラピーを行いてリフレッ
シュ出来たという感想が半数以上得られた。2．柑橘オイルよりユーカリ
オイルによるアロマテラピーの方がリフレッシュ出来たという感想が多
かった。

P3-16-6 重症心身障害児（者）病棟における療養介助専
門員配置に伴う介護過程導入の取り組み

○
もりまつ み よ こ

森松 三代子1,2、渡部 優子1、玉田 五十鈴1、長山 ちず子1、
山本 美保1、山田 昭子1、中上 美代子1、松田 真紀1、
小谷 加奈子1、高須賀 久美子1、秋本 洋子2、松本 千都世1

NHO 愛媛医療センター 看護部1、中国四国グループ医療担当看護専門職2

障害者総合支援法および児童福祉法の改正に伴う療養介護サービスへの
移行や患者の高齢化に伴い、患者の重症度に応じた身体介助に係る生活
面でのサービスの向上が求められている。国立病院機構として医療だけ
でなく介護の視点からもより質の高い患者サービスを提供するため、療
養介護を提供する病棟において、H26 年 4 月から療養介助専門員を新設
することになった。そこでA病院の重症心身障害児（者）病棟における
療養介助専門員配置に伴う介護過程導入に向けての取り組みの内容と課
題について報告する。
1．介護過程導入に向けての計画案作成
H25 年 12 月 13 日、国立病院機構本部医療部の通達文書を受け、療養介助
専門員配置に伴う介護過程導入に関する準備計画と、フローチャートを
看護部が作成した。
2．具体的な取り組み
1）メンバー：重症心身障害児（者）病棟の看護師長及び副看護師長、教
育担当看護師長、看護記録検討委員会委員長、副看護部長、看護部長
2）方法：H26 年 1 月から療養介助専門員配置に伴う介護過程導入の準備
を開始した。
準備計画に沿って事前の打ち合わせと資料の準備を行い、週 1回ずつ討
議した。
3）内容：（1）療養介助専門員の業務や位置づけ、及び介護福祉士の教育
課程の共通認識
（2）看護過程と介護過程の整理
（3）代表患者における看護過程の展開の検証
（4）記録用紙及び記載基準の検討
（5）業務基準、手順の検討
3．今後取り組むべき課題
1）病棟における各職種の業務計画の見直し
2）看護診断及び看護計画の見直し
3）各職種への教育計画の立案と実施
4）介護過程の展開の評価
5）介護過程導入後の問題点の把握と解決に向けての取り組み

P3-16-7 大腸内視鏡検査の前処置不良となる患者要因
の調査

○
し ば た わ か な

柴田 若菜、菊池 鐘子、藤田 美智子、太田 宰子、
須藤 美代子、石黒 陽

NHO 弘前病院 看護部

【はじめに】当院消化器科でH24 年度に大腸内視鏡検査を受けた患者 373
名中 83 名（約 22％）が追加の前処置を受けていた。患者・医療者の負担
軽減となる方策を導き出すため前処置不良となる危険要因を探索したい
と考えた。【研究目的】前処置不良となる患者側の要因を明らかにする。
【研究方法】因子探索研究H24 年 6 月～H25 年 5 月当院消化器科で大腸内
視鏡検査を受けた患者 373 名を対象にカルテから情報収集をした。過去
の事例を参考に、年齢、性別、便秘、下剤の内服歴、脳疾患の既往、呼吸
器疾患、精神疾患、開腹手術、心疾患、DM、認知症、泌尿器科疾患、婦
人科疾患の有無を追加処置の要因とした。追加処置あり・なし群を複数
試験の処理表にて χ2 検定を行い、多変量ロジスティック回帰分析を行っ
た。【倫理的配慮】研究対象者から得られたデータは個人が特定できない
ように記号化した。【結果】追加処置あり群の「下剤の内服歴」に有意差
があった。他の 12 項目については有意差がなかった。多変量ロジス
ティック回帰分析においても独立した有意な因子はなく、重回帰式を求
めるには至らなかった。【考察】久保山らの「大腸内視鏡検査前処置の腸
管洗浄効果に影響を及ぼす患者の要因」調査では洗浄効果と下剤の常用
に差があった。本研究でも追加処置を要した要因が「下剤の内服歴」であ
り、下剤を常用していることが腸管の蠕動の低下を起こし洗浄効果に悪
影響を及ぼしたのではないかと考えられた。今後の前処置に関しては、
「下剤の内服歴」がある患者を、ハイリスク群として介入すべきと考える。
【結論】前処置不良となる因子は「下剤の内服歴」のみであった。
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P3-17-1 退院支援に関する看護師の意識変化～退院支
援スクリーニングを使用して～

○
か め だ な つ こ

亀田 奈津子、久保田 佳子、鈴木 裕子、菅谷 文香
NHO 霞ヶ浦医療センター 看護部 西5病棟

【目的】スタッフの退院支援スクリーニングに関する意識を知る【方法】
退院支援スクリーニングに関する意識調査アンケートを実施する。その
後、退院支援スクリーニングの作成方法の周知と作成基準の変更を行い、
再度アンケートを実施する。【結果】アンケート回収率 100％。“退院支援
スクリーニングの作成方法を知っているか”で「はい」が 42％（1回目）
→84％（2回目）となった。“退院支援スクリーニングを意識して作成して
いるか”で「はい」が 84％（1回目）→94％（2回目）となった。退院支
援スクリーニングに関して、必要性を示す意見もあったが、退院調整看護
師の介入がいつ行われているのかわかりにくい、スタッフに退院支援ス
クリーニングで得られた情報が伝わりにくいという意見もあった。【考
察】アンケート結果より、退院支援スクリーニングは病棟スタッフの作成
方法の周知不足があった。作成方法周知などにより、作成を通してスタッ
フの退院支援への意識向上を図れた。宇都宮は「退院支援スクリーニング
を入院時より使用することで、早い段階で把握し患者・家族と一緒に“帰
る時のイメージを共有化”を図る」また「“最初に退院時のイメージを共
有・何をするか”を語り始めることが患者・家族への最初の動機づけに
なる」と述べており、入院時から使用することが必要だと言える。課題は、
情報が伝わらないと意見があったことより、スタッフ・隊員調整看護師
等が情報共有し円滑に隊員支援を行っていくことがある。【結論】1，看護
師の意識向上を図ることができた 2，入院時より「退院支援スクリーニン
グ」を使用することが必要である 3，看護師全体で情報共有していくこと
が今後の課題である

P3-17-2 退院支援の現状と課題について―退院調整活
動質指標を用いた調査から―

○
い お き あかね

伊尾木 茜、西山 沙知
NHO 奈良医療センター 2A病棟

【はじめに】高齢者は合併症、ADL低下を容易に引き起こしやすい。その
ため、入院から退院後の継続ケア、医療・看護・介護の重要性が増してい
る。しかし、病気の重症化や患者の持つ背景の複雑化で退院をスムーズに
運べない状況が多い。当病棟での退院調整活動が困難な現状があったた
め、先行研究から導き出された「退院調整活動質指標」を用い、病棟看護
師の退院支援に対する意識調査と現状を把握・課題を明確にし今後の退
院支援に活かすこととした。【研究方法】退院調整活動に対する意識調査
と、退院調整活動の実施状況調査を実施し比較検証【結果】意識調査結果
「退院後の生活状況・病態把握」70％「退院支援スクリーニングシート記
入」48％実施。実施状況調査「生活状況把握」91％「退院支援スクリーニ
ングシート記入」86％【考察】退院支援には「退院支援・退院調整の 3
段階プロセス」に沿った退院支援計画をあげることが必要とされている。
しかし、実施状況調査では「退院支援スクリーニングシートの記入」は
86％が実施だが、意識調査では半数が記入していないという結果であっ
た。当病棟は入院を直接受け入れる事が少なくこのような結果が生じた
と考えられる。入院時に看護師が情報収集する際、スクリーニングシート
をチェックするのみで終わっており、意識調査・実施状況調査ともに重
要と捉えていたにもかかわらず、生活状況や病態を含めたアセスメント、
計画立案につながっていない現状があった。そこで、患者の生活状況の把
握や退院を考慮した看護計画の立案につなげていけるようアセスメント
を強化するとともに、病棟の特性を生かしたスクリーニングシート作成
が必要であると考える。

P3-17-3 受け持ち看護師による退院支援と看護問題対
応行動の評価

○
ご と う ち あ き

後藤 千明、山崎 奈月
NHO 舞鶴医療センター 7号病棟

【はじめに】当病棟は、慢性疾患の急性憎悪や退院後も在宅介護の必要な
高齢者が多く、入院当初より看護上の問題を明らかにし、退院指導を実施
していく必要がある。しかし、受け持ち看護師は必要な情報を充分に把握
できておらず、個別性のあるケアを提供できていないと感じている。今
回、受け持ち看護師を中心に退院支援に取り組み、その前後で看護問題対
応行動を評価した。【研究方法】平成 25 年 5 月～9月病棟で退院支援に取
り組む。その前後で定廣の看護問題対応行動自己評価尺度を用いて病棟
看護師 19 名にアンケート調査を実施。各下位尺度の平均点と総得点を算
出する。倫理的配慮として当倫理審査委員会の承諾を得た。【結果】患者
101 名に退院支援を実施。下位尺度の平均点は「情報の組織化と活用によ
る課題の探索と発見」は前 17.3、後 18.3、「問題解決・回避のための患者
生活・治療行動代行、症状緩和、生活機能維持・促進とその個別化」は前
17.3、後 18.3、「問題解決に向けた相互行為の円滑化」は前 17.5、後 18.4、
「問題克服に向けた患者への心理的支援」は前 17.8、後 18.8、「問題解決へ
の自己評価」は前 15.9、後 16.7 で、総得点は前 85.4、後 90.4 であった。
【考察】取り組みの前後共に問題解決への自己評価が他の尺度に比べ低い
結果となったのは、退院支援に必要な情報を得てケアの個別化は図れた
が、看護過程に於けるケアの実施評価が不十分であったためだと考えら
れる。しかし、総得点は前後共標準的得点領域で、取組後に上昇も見られ
たことから今後も退院支援を継続していくことは看護問題対応行動向上
に向け重要であると考える。

P3-17-4 病棟で進める退院支援～退院支援活動に対す
る看護師の意識～

○
い さ か み ゆ き

井坂 美由紀、石島 悦子、山崎 計美、相川 真由美、
吉岡 由佳、日下部 和枝

NHO 霞ヶ浦医療センター 看護課 東2病棟

【目的】A病棟における退院支援の質の向上に向けた方策を検討するため
に、アンケート調査を行い、病棟看護師の退院支援に対する意識と課題を
把握し、改善策を見出す。【方法】A病棟に勤務している看護師 12 名（看
護師長は除く）に対し、質問紙によるアンケート調査を実施し、退院支援
についての認識、問題点についての意見収集を行う。【結果】高齢者や癌
終末期患者に対して、看護師 12 名全員が退院支援が必要であると回答し
ている。退院支援について理解や関心のある看護師は 4人、退院支援につ
いて学んだ事がない看護師は 3名であった。退院支援の進め方や介護保
険についての知識不足、患者・家族の思いの相違がある時の対応や医師
とのコミュニケーションや連携に対する不安があり、自信がないまま退
院支援に関わっている看護師は 10 名であった。【考察】看護師全員が退院
支援の必要性を感じているが、退院支援への関心は低く、退院支援・介護
保険についての知識不足があり、自信を持って関わっている看護師は少
なかった。退院後の生活をイメージした指導、治療終了後も退院に対して
困難をきたす可能性が高い患者の把握が弱いことが見えてきた。そのた
め、勉強会を継続的に行い、退院支援についての理解を深め、医師や看護
師間で情報を共有し、退院支援の進行状況が理解できること、そして経験
を積み重ねていくことが必要と考える。【結論】退院支援活動が消極的と
なる理由は、退院支援についての知識不足や医師とのコミュニケーショ
ン不足であると分かった。医師との連携を深め、研修参加や勉強会を重ね
看護師個々が学びを深める事が重要である。
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P3-17-5 脳卒中急性期病院看護師による退院支援の課
題

○
さ と う か お り

佐藤 香織1、仁枝 麻子1、星川 哲1、中山 真璃奈1、
塩澤 佳須子2、池田 雅子1

NHO 豊橋医療センター 脳神経外科病棟1、
NHO 豊橋医療センター 感染管理室2

脳卒中患者の退院は、麻痺や高次脳機能障害などの障害が後遺症として
残り、それまで普通に家庭や社会生活を送っていた人が、後遺症により急
激にライフスタイルの変化をきたすことが多い。そのため、脳卒中に罹患
した患者家族の悲嘆は大きく、自宅退院が難しいことが多い。当院の所在
する東三河地区では、地域の関連病院が参加した脳卒中回復期連携パス
（「穂の国脳卒中地域連携パス」）を利用し、脳卒中患者の自宅や社会復帰
への退院調整を行っている。後遺症がひどく、寝たきり状態となり医療処
置を要さない限りは、大抵の患者には、回復期リハビリテーション病院へ
の転院を勧めることが多く、急性期病院での脳卒中患者の退院調整もス
ムーズに行えている現状がある。中には深刻な後遺症により別の施設へ
退院調整を行う必要のある患者もあるが、医療連携により、看護師が退院
支援において困難を極める事例は少ないと言える。しかし、経済的な問題
や家族関係などの複雑な事情により、病院・施設などへの転院が困難な
事例がまれにあり、在宅での介護を選択する場合がある。このような時、
看護師による情報収集の遅れから、指導や支援が遅れ、入院期間は長期化
し、患者家族およびスタッフの満足や達成感も得られず、看護に不満が残
ることがある。我々は、事例を通し、日頃から、患者・家族を取り巻く複
雑な事情に深く関わっていなかったことを反省し、在宅療養を選択する
患者・家族の満足と、より良い療養生活のために、急性期病院看護師が行
う退院調整における課題について検討を行った。

P3-17-6 NIPPV療法導入後の患者の日常生活の実態調
査―病棟での退院指導と患者の生活を比較し
て今後の退院指導を考える―

○
こばやし ゆ い

小林 佑衣、鳴澤 唯、長嶋 美里、佐藤 久美子、勝野 久美恵
NHO 信州上田医療センター 東6階病棟

【目的】NIPPV療法中の患者の日常生活の実態と退院指導の実際を調査
し、患者の抱える問題や退院指導の改善点を考察した。【研究方法】呼吸
器内科病棟の看護師 20 名へのアンケート調査とNIPPV導入中の外来患
者 4名への面接調査を行った。【研究結果】看護師へのアンケート：「ビデ
オ学習以外の指導方法」では、口頭の説明・NIPPV装着による指導と答
えた。「指導で困った内容」は、指導方法が 26.7％、器材の管理は 60.0％
がわからないと答えた。「患者の訴えと対処」では、「不眠」に対し睡眠剤
の使用が 46.6％、休憩するが 80.0％だった。「マスクの圧迫感」では、ベ
ルトの調節が 93.3％、被覆材の使用が 93.3％だった。患者への面接：KJ
法で分類し、次のカテゴリーに分かれた。【NIPPV療法継続のための動機
づけに関わるもの】では、≪治療の認識≫≪家族の支援≫に分かれた。
【患者に合わせた指導の不足】は、≪患者指導で印象に残っていること≫
≪退院後患者指導で記憶に残っていない≫に分かれた。【NIPPV療法が
生活に及ぼす影響】では、＞＜口渇＞等に分かれた。【考察】看護師への
アンケート調査で器材の管理・対処について知識不足が明らかになっ
た。原因として器材の多種多様さや学習の機会の少なさが考えられる。面
接調査では、できればNIPPVを使いたくないという思いが感じられた。
症状の改善など治療効果の実感が治療への動機付けに繋がることがわ
かった。患者が身体的苦痛を乗り越え、治療を継続していくためには患者
自身がメリットを実感し、セルフケア能力を獲得できるような関わりが
重要である。

P3-17-7 ALS患者・家族への外出支援による看護師の
思いの変化

○
い と う や よ い

伊藤 弥生、築舘 憲子
NHO 青森病院 看護部

【はじめに】当病棟は、神経難病の病棟で、人工呼吸器を装着し 10 年以上
の入院生活を送っている方もいる。人工呼吸器装着中のALS患者に対し
て外出支援を実施する事は、看護師にとってもやりがいを向上させるも
のではないかと考えた。【研究目的】外出支援に関わる看護者の気持ちの
変化を明らかにする。また、外出支援が気持ちの変化にどのように影響し
たのか検討する。【研究方法】1．研究期間：2012 年 11 月～2014 年 4 月 2．
研究対象：外出の援助をしたことがある看護師 5名 3．研究方法：［研究
デザイン］質的帰納的分析法 4．データ収集方法：インタビューガイドを
基に外出前後の思いについて半構成的面接法によって調査を行った。 5．
データ分析方法：面接内容から逐語録を作成し、逐語録から外出を通し
て患者、家族に対する気持ちや、外出がその気持ちにどう影響したかを見
いだす言葉や文章を抽出し類似性を検討しカテゴリー化した。つぎにカ
テゴリーの意味内容を用いて外出が看護者の気持ちに影響したプロセス
を検討した。6．倫理的配慮：当病院の倫理審査会の承認を得て実施した。
【結果】外出支援に関わる看護師の気持ちとして、［患者のその人らしさを
意識］や［看護のやりがいが高まる］など、11 カテゴリーが抽出された。
【考察】病院という空間から離れる外出支援をすることで、患者対看護師
ではなく、一人の人間同士の関わりが意識され、さらに個別性を意識する
気持ちが強まったのではないかなど、今回の結果から示唆された。

P3-18-1 糖尿病透析予防管理指導実施後の患者の実態
と今後の課題

○
あきやま は る み

秋山 晴美、市川 美生、青野 千里、黒澤 理恵
NHO 甲府病院 外来

【目的】平成 24 年度に糖尿病透析予防指導を実施した患者の指導後の経
過について追跡調査を行い指導の課題を明らかにする。
【方法】平成 24 年度中に糖尿病透析予防指導を開始した患者のうち、6
回以上の指導を行ないH26 年 3 月 31 まで通院継続している患者を対象
とし、初回介入時とH26 年 2～3 月時点でのHbA1c 値、e�GFR値、血圧、
行動変化の有無について指導記録を調査し、その結果より今後の課題を
検討する。尚、検査結果については基準値を基に正常範囲、改善、改善傾
向、維持、悪化で評価する。
【結果】平成 24 年度に指導を開始した患者は、42 名であり、調査対象者は、
32 名である。調査対象外となった 10 名のうち治療中断が 5名であった。
調査対象者は、腎症 2期 12 名、3期 17 名、4期 3 名である。HbA1c 値は、
正常範囲または改善 11 名、改善傾向 7名、悪化 14 名であった。e�GFR
値は、正常範囲または改善 11 名、改善傾向または維持 7名、悪化 14 名で
あった。血圧は、正常範囲または改善 13 名、改善傾向または維持 10 名、
悪化 9名であった。行動変化では皆何らかの行動を起こしているが継続
できたのは約 30％であった。
【考察】今回 42 名中 5名（11.9％）が治療中断となっている。治療中断患
者に対しては看護師によるリマインダー役割をはじめとしたフォロー
アップ体制の検討が必要である。検査結果では、HbA1c で 40.6％、e�GFR
で 43.7％、血圧で 34.4％の人にデータの悪化がみられた。2年弱に渡る長
期間の経過の中では、生活の中でのイベントや体調管理、天候、やる気の
起伏など数多くの影響を受けている。慢性疾患である糖尿病患者を支援
していくためには、継続的な療養指導を実施するための体制作りが不可
欠である。



第 68回国立病院総合医学会 801

P3-18-2 胃切除術後患者の効果的な退院指導の検討

○
かわもと あ き よ

河本 晶代、福原 香穂里、高木 麻里、星山 義人、
渡辺 由美子、田村 陽子

NHO 岡山医療センター 7B病棟（消化器外科・内科）

【研究目的】A病棟で実施している飲水開始時の退院指導が患者に与える
影響・患者の反応を明らかにする。
【研究方法】腹腔鏡下幽門側胃切除術、幽門側胃切除術を受け、クリティ
カルパスを使用する患者（認知症・せん妄を発症した患者を除く）を対象
とし、作成したインタビューガイドをもとに半構成面接を実施した。イン
タビューから対象となる内容をコード・カテゴリー化して分析した。
【結果】59 のコード、18 のサブカテゴリーから【飲水開始時における指導
内容の理解】【指導時期・回数に対する要望】【手術後の食事摂取方法に伴
う意識の変化】【パンフレット内容に対する要望】【退院後の生活に対する
思い】の 5つのカテゴリーを得た。
【考察】当院の飲水開始は術後 3日目であり、さまざまな心理葛藤を経験
する時期である。そのため、飲水開始時に実施した生活指導については記
憶に残っておらず、指導の効果が得られないことが考えられる。この時期
の指導では飲水や食事を摂取するという課題を重視した指導を行う必要
がある。また、飲水開始時にパンフレットを使用した飲水・食事摂取方法
の指導については有効的であった。しかし、現在のパンフレットでは患者
が希望する内容が不足しているため、パンフレット内容の見直しを行う
必要がある。
【結論】1．飲水開始時には、飲水や食事を摂取するという課題を重視した
指導を行う必要がある。2．パンフレットを使用した飲水・食事摂取方法
の指導については有効的であり、飲水開始時の指導は実施する必要があ
る。3．退院後は残胃の回復状態を評価し食事摂取量と食事回数を調節で
きるよう入院中に指導を行っていく必要がある。

P3-18-3 乳がん手術を受けた患者の退院指導の有効性
に関する調査

○
や ぎ の り こ

八木 規子、松田 理絵、今田 彩華、西野 佳代、酒見 博之、
三輪 美智子

NHO 関門医療センター 6階C病棟

【研究目的】1．乳癌術後患者が持つ退院指導の認識と、セルフケア行動と
の関連を明らかにする。2．患者の求める情報ニーズを満たせているのか
退院指導の有効性を明らかにする。【研究方法】乳癌の手術後に退院指導
を受けた患者 63 名にアンケートを郵送し、返送されたアンケートを分析
した。【結果】回収率 57.1％、有効回答率 100％。83.3％の患者が退院後の
生活に不安があったと回答し、リンパ郭清術後患者全員が不安があった
と回答した。リンパ郭清術後患者の 40％は、感染予防行動について指導
の認識があり、セルフケア行動の実施率が 83％と高かった。リンパ浮腫
予防行動は、指導の認識の有無に関連しておらず予防行動が実施できて
いなかった。【考察】不安を多く抱えるリンパ郭清術後の患者に対して退
院指導を行うことは有効であったと考える。しかし、再発や今後の治療方
針といった患者の求める情報提供は不十分であった。感染予防行動では、
指導を受けた認識の有無が退院後のセルフケア行動に影響を与えている
と考えられる。しかし、リンパ郭清術を受けた患者は指導を受けたと認識
していても、リンパドレナージなどの技術習得が必要なセルフケア行動
は行えておらず、十分な指導と習得の有無を確認する機会を設ける必要
があると考える。【結論】1．感染予防行動は、指導の認識の有無によって
セルフケア行動に有意に関連するが、知識と技術習得が必要なリンパド
レナージについては指導の認識はあってもセルフケア行動に反映されな
かった。2．リンパ郭清術患者に対しては、予測される治療の選択や、合
併症の予防方法などのより具体的な情報提供が必要である。

P3-18-4 自己効力感の向上につながる退院指導

○
まつなが りょうた

松永 亮太、岩永 紗代子、中田 彩翔、天野 朋美、濱松 貴子、
川原 直美

NHO 長崎川棚医療センター 循環器内科

【はじめに】当院における心臓カテーテル検査は過去 3年間の平均として
年間 150 件、その内訳として経皮的冠動脈形成術（以後 PCI）は年間平均
44 件と約 3割の患者に当たる。PCI は侵襲が大きく患者の退院後の生活
に大きな影響を与えるものである。そのため、入院時から退院を見据えた
退院指導が必要となると考えた。また、退院後の生活を自己管理していく
ためには自己効力感を高めることが必要であり、今回の研究にて自己効
力感を高める退院指導を実施しその効果の調査を行った。【目的】自己効
力感の向上につながる退院指導を行い、自己の健康管理を継続すること
ができる【方法】退院指導を実施する看護師に指導方法について勉強会を
実施。退院指導前・指導直後・退院 3ケ月後にアンケートを実施し、自己
効力感を与える指導と患者の生活の変化についてKruskal�Wallis 検定に
てカテゴリー毎の比較を行った。【倫理的配慮】調査対象者には、研究の
趣旨・方法・匿名性、自由意志での参加であり、参加の有無により不利益
をきたさないことを説明する。【結果】症例数：8例患者平均年齢：69.4
歳（最高 87 歳）タバコ・アルコール・ライフスタイルに関しての検定結
果においては有意差がみられ、薬剤・食事に関しては有意差が見られな
かった。【考察】タバコ・アルコール・ライフスタイルに関しては退院指
導により、一時的な自己効力感の向上にはつながったが、持続できていな
いため、退院後も継続した指導が必要と考える。【結論】退院後も自己効
力感を持続していくために、プライマリーナースが、退院 1ヶ月、3ヶ月
後に外来受診時や電話連絡などを利用し、自己管理状況の把握、再指導を
行っていく。

P3-18-5 DVDを活用した効果的な退院指導の検討―永
久気管孔造設後の生活のイメージ化に向け
て―

○
すえひろ り え

末弘 理恵、長野 敏女、重川 由美子、永渕 聡、中須賀 透、
河村 洋子、鈴木 千裕

NHO 岩国医療センター 9階東病棟

［はじめに］喉頭全摘術を受ける患者に対して退院後の生活を見据えて、
術前・術後の指導をより効果的に行えるようにパンフレットを見直し、
視覚的に理解できるDVDを作成し、退院後の生活のイメージ化ができる
ように指導を行った。［目的］術前・術後の退院指導にパンフレットと
DVDを用いて説明することで、退院後の生活のイメージ化ができたかを
検証する。［方法］喉頭全摘出術を受ける患者 2名に対し、術前と術後に
パンフレットとDVDを組み合わせた指導を行い、退院後の生活のイメー
ジ化ができたかを聞き取り評価する。［倫理的配慮］対象者には研究目的、
個人情報の保護、個人が特定されない事を口頭書面にて説明した。調査へ
の参加は自由意思であり、不参加による不利益がないことを保証し、研究
で得られた患者情報は研究目的以外には用いない事を説明し同意を得
た。［結果］退院後は入院前と同様の生活を送ることができないため、早
い段階で退院後のイメージ作りを行う必要があると考え、退院指導を術
前から行うように見直した。術前の指導後の患者の反応は「なんとなくの
イメージがついた」であった。また、術後の指導は映像化することでより
具体化できると考えDVDを作成した。術後の指導後は「気を付けること
は多いけど、具体的にイメージすることができた」「活字よりも頭に入っ
てきた」という反応があった。［結論］退院指導に改善した術前と術後の
パンフレットとDVDを用いることで、退院後の生活のイメージ化を図る
ことができた。
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P3-18-6 消化器内科疾患患者に対する退院指導マニュ
アル改善の成果

○
たかふじ ゆう

高藤 優、長谷川 純礼、加藤 愛穂、加藤 潤、河本 賀保理
NHO 静岡医療センター 6西病棟

I はじめに：当病棟では退院後の生活についての質問が多く聞かれる。そ
のため病棟で一貫した退院指導を行えるようマニュアルを作成し、看護
師の退院指導行動がマニュアル作成前と作成後での改善成果を検証し
た。【keyword】消化器内科疾患患者・退院指導 II 研究目的：消化器内科
疾患患者に対する退院指導マニュアル改善の成果を改善前と比較し、看
護師の指導行動と患者不安の側面から明らかにする。III 研究方法：1．対
象者 1）A病棟看護師 19 名。2）調査対象者は、消化器疾患で入院し退院
される患者約 30 名。2．調査期間平成 25 年 10 月～平成 26 年 1 月 3．調査
方法：観察法・質問紙法 IV倫理的配慮：研究参加は自由意志によるも
のとした。V結果・考察：マニュアル作成前の指導行動と患者の不安で
は、9割以上が退院指導を行えてなかった。これは、消化器内科疾患患者
のため食事指導や疾患に対しての指導を主にしてしまい日常生活に関し
てはあまり必要性を感じていないのではないかと思われる。マニュアル
作成後の看護師の指導行動は、80％以上の人が退院指導を行えた。看護師
が一貫性のある退院指導を行えるように勉強会を開催し、パンフレット
を使用したことで退院指導内容が明確化され、スタッフが患者に説明す
る内容が認識しやすくなったことから、看護師の指導がやりやすくなっ
たためだと考えられる。VI おわりに：今回の研究結果から看護師の退院
指導マニュアルを作成前は患者への指導は 9割できていなかった。そこ
で看護師の力量に任せて指導を行うのではなくベースとなるマニュアル
を作成し、マニュアルで指導することによって、看護師の指導行動が 8
割行えるといった行動変容がみられた。

P3-18-7 退院支援に向けたフローチャートの作成～患
者・家族が安心して自宅に退院できることを
目指して～

○
はらぐち

原口 かおり、鶴岡 妃、田川 光代
NHO 神奈川病院 看護部 2病棟

【目的】整形外科疾患患者は、骨折や安静により退院時のADLが入院前よ
り低下する。現在退院支援を行っているが、介入時期が遅く患者が安心し
て自宅に退院できる環境が整備されるまでに時間がかかり、必要な日常
生活の自立支援も充分行えない状況にある。そこで患者にどんな支援が
必要か判断し、退院支援が必要な患者すべてに関われるようにフロー
チャートの作成が必要であると考え、病棟独自のフローチャート及びス
クリーニングシートの作成し、運用したので報告する。【方法】1フロー
チャートを作成する 2＜退院調整マニュアル＞をもとに基本を作成し、検
討、修正を行いスクリーニングシート 1を作成する。＜退院調整マニュア
ル＞を基に当院で自立支援が必要な項目を検討し、スクリーニングシー
ト 2を作成する。3新入院患者を対象とし、スクリーニングシート・フ
ローチャートを使用する。4使用途中でも評価の対象とし、入院経過の傾
向を把握する。5退院支援が必要となった患者数を集計する。【結果】作成
したスクリーニングシートを活用し、退院支援が必要と判断された事例
が、入院時 22 名、リハビリ開始時 4名であった。初回の退院支援介入の
判定を入院 1～2日目に設定し、退院支援介入の判定を 68％行うことが
できた。【まとめ】＜退院調整マニュアル＞をもとにスクリーニングシー
ト 1・2を作成し、入院 1～2日目に退院支援介入の判定を行うことで、早
期に関わることが出来るようになった。フローチャートを活用すること
で、退院支援の再判定をおこなうことができ継続して評価することがで
きた。

P3-19-1 化学療法後に便秘が生じる患者様への看護

○
く わ な と も み

桑名 智美
NHO 北海道医療センター 呼吸器センター

【はじめに】肺癌治療のため化学療法を受ける患者は多く当院呼吸器内科
2012 年度化学療法実施件数は 271 件であった。化学療法実施の半数以上
の患者に便秘傾向がみられ効果的な排便コントロールが行えていなかっ
た。化学療法後の便秘について患者指導を行い患者自身に排便状況を自
己評価してもらうことで副作用症状である便秘の苦痛を軽減したいと考
え研究に取り組んだ。【目的】患者指導後に排便状況自己評価を継続する
ことで排便コントロールの意識を高めスムーズな排便に繋げる。【方法】
期間：2013 年 4 月～2014 年 3 月、初回の化学療法目的で 1週間以上入院
予定の男性患者を介入群・非介入群にランダムに分け以下を実施した。
1）介入群：a）便秘についてパンフレットを用い指導 b）日本語版便秘評
価尺度表・便の性状スケール表・経過観察表を使用し患者自身に排便状
況を自己評価してもらう c）確認アンケート記入。2）非介入群：a）看護
記録から排便状況観察 b）介入群と同様の確認アンケート記入。【結果】
介入群 10 例で 3日以上排便がない患者はなく、アンケートの結果、「便秘
に対して気をつける点」で具体的内容の記入が多くあった。非介入群 10
例中 1名で 5日間排便がなかった。「便秘に対して気をつける点」を理解
していると 10 名全員が回答したが、2名は具体的内容の記入がなかった。
【考察】介入群は、指導と自己評価の継続により排便コントロールの意識
が高まり行動化できたことで便秘の自覚はなかったと考える。非介入群
は便秘の自覚に乏しい。【結論】便秘に対する患者の意識を高め行動化す
ることは、患者のスムーズな排便コントロールに繋がる。

P3-19-2 化学療法を受ける患者の退院後の消化器症状
マネジメントをはばむ要因

○
むかい り さ こ

迎 梨祥子、中尾 恵、阿部 汐里、塩田 志乃恵
NHO 横浜医療センター 看護部

1．はじめに 化学療法を受けている患者の消化器症状に焦点をあて、患
者が自宅療養中にどのような副作用を体験し悩んでいるのか、また、セル
フケアに及ぼす影響は何かを知り、退院指導に活用したいと考えた。2．
研究方法 消化器系がん患者 7名に対しインタビュー調査 3．結果 患者
は消化器症状に対してパンフレットを見たり医師・看護師に相談したり
しながら、セルフケアを実践していた。しかし、「はじめは我慢していた」
など、症状が重症化した後にセルフケア行動を取る患者もいた。そのこと
から、パンフレットが退院後に有効活用されていないことが分かった。ま
た、入院中に症状がない場合は「症状が出ていないから大丈夫」と安易に
考えてしまう患者もいることが分かった。4．考察 消化器症状は感染予
防と異なり、予防行動より症状出現後に対処する場合が多い。また、特に
1コース目やファーストラインでの化学療法において副作用症状が軽度
であった患者は、それ以降の化学療法時に安易にとらえている傾向にあ
り、これが患者のセルフケアを低下させている要因だと考えられる。入院
中に行ったパンフレットの説明は副作用症状のみで、予防・対処方法に
ついての説明不足により患者自身がセルフケアの行動実践まで至らな
かった。症状出現前に予防・対処方法の具体的な説明や、他の患者の経験
談を伝えることは患者自身がイメージでき、自己効力感も向上し副作用
対策の行動実践になるのではないか。治療継続による薬剤の蓄積から症
状が増強する場合や、前回と異なる症状が強く出ることも十分に考えら
れ、2クール目以降の日常生活のアセスメントからの退院指導が重要とな
る。



第 68回国立病院総合医学会 803

P3-19-3 婦人科化学療法を受けている患者の退院後の
消化器症状に焦点を当てた指導の効果

○
え ん ま あ さ こ

円馬 麻子、半沢 妃都美、古瀬 夕花子
NHO 北海道医療センター 3－1病棟

［目的］女性は家庭内で家計の管理、食事の用意や高齢者などの介護、子
供の教育やしつけなどを担っている割合が高く、家庭では中心的な存在
である。当院婦人科病棟で癌化学療法を目的として入院されている患者
の多くが、中等度の悪心・嘔吐などの副作用症状を持ちながらも、女性と
しての家庭内での役割を担っている。消化器症状に焦点を当てた指導を
行う事が、治療中の患者の家庭内での女性としての役割に対する満足度
を向上させることができるかを検証したいと考え、本研究に取り組んだ。
［方法］1）現状把握のためのアンケート調査を実施。2）消化器症状に焦
点をあてた指導を実施。3）指導後再入院をした患者に対し、再度アンケー
ト調査を実施した。アンケート内容は、1）副作用症状、2）家庭内での役
割、3）家庭内での役割についての満足度、について該当する項目を選択
してもらい、ウィルコクソン検定で分析を行った。［結果］回答者は 18
人で複数回答可とした。家庭内での役割として、1）調理をしている方が
15 人、2）消化器症状を訴える方が 14 人、そのうち食欲不振・嘔気・嘔吐
を訴える方が 9人であった。いずれにおいても指導前後で役割に対する
満足度に変化はなかった。また自由記載欄を設け調査した結果、味付けの
工夫によって食欲が出て作るのが楽しくなった、調理するのも食べるの
も楽しくなったなどの回答が多かった。［考察］研究を行って、指導前後
での有意差が見られず、家庭内での女性としての役割に対する満足度を
向上させる事はできなかった。しかし、指導を実施したことで新しい知識
を得られて、家庭内での役割に前向きに取り組み、ストレスの緩和や安心
感をもたらす事ができた。

P3-19-4 肺癌化学療法を受ける患者のセルフケア定着
のための支援の検討

○
ひ ら せ あ さ み

平瀬 麻美、出射 まどか、大西 彩織、藤川 佳世子、
秋田 倫枝、本田 綾佳

NHO 岡山医療センター 10B病棟

【目的】化学療法を受ける患者がセルフケアを身に付けるための支援につ
いて検討する。【方法】期間：平成 25 年 6 月～9月対象：条件を満たし研
究協力が得られた患者 5名方法・分析：化学療法 2クール目の患者に症
状評価チェックリストを導入し、前後でインタビューを実施、得られた言
葉を 4つのカテゴリーに分析。研究によって得られる情報は、研究目的以
外で使用されないことを説明し保障した。【結果】［副作用に対する興
味］興味があった患者が 4名。 導入後も変化がみられなかったのは 3名。
興味が増したのは 1名。興味がない患者は導入後も変化がみられなかっ
た。［副作用に対する理解度］全員が導入後は理解できたが、自覚がない
副作用は患者の言葉として出てきていない。［継続した観察］全員が毎日
記入できていたが、2名は家では使わないと発言した。［病気に対する主体
性］1クール目では副作用出現時に自己対処しようとしていたが、2クー
ル目は早期に看護師に伝え対処行動がとれた。【考察】［副作用に対する興
味］身体的症状を経験する事で体調に興味を持つことができる。［副作用
に対する理解度］チェックリストは副作用を理解するツールになる。［継
続した観察］副作用が少ない患者は継続した観察の必要性について理解
が乏しい。［病気に対する主体性］1クール目の知識や経験により治療の流
れが理解でき、主体的に治療に取り組もうという姿勢に繋がる。【結論】
1．チェックリストは、副作用を理解するツールになる。2．副作用を自覚
すると、主体的に観察する能力が高まるため、患者に副作用を自覚しても
らうよう支援が必要。3．治療の経験を積み重ねることでセルフケア能力
は向上する。

P3-19-5 婦人科術後に化学療法を受ける患者のセルフ
ケア行動の変化

○
まつもと ゆ み

松本 悠見、内堀 貴美子、上村 直子、橋本 恵
NHO 京都医療センター 看護部 第2病棟3階

【目的】看護師の関わりが、化学療法を行うがん患者のセルフケア行動に
変化をもたらすことができたのかを明らかにする。【方法】対象：婦人科
悪性腫瘍で入院・手術を行い、手術後の追加治療としてweekly�TC療法
を行っている患者 3名 期間：2014 年 1 月～2014 年 2 月 データ収集
方法：1）基礎情報をカルテから収集 2）記入式アンケートによるセルフ
ケア行動の変化の調査 3）半構成的面接法による看護師の関わりの聞き
取り調査倫理的配慮：患者データは記号化し、研究終了後廃棄する。ま
た、レコーダー録音内容も研究終了時点で廃棄する。研究で得た結果は、
研究の目的以外に使用しない。【結果】記述式アンケートの回収は 3名、
聞き取り調査の参加による回答は 2名であった。3名とも外来化学療中で
あった。セルフケア行動について化学療法前と比較した結果、ほぼすべて
の項目に行動変化が見られた。「治療に対する想い」「看護師の関わりに対
する想い」についてコード化し、カテゴリー分類した。【考察】マズロー
の欲求段階において社会性を維持しながら外来治療を継続する所属と愛
の欲求を満たすために、最も低次である人間の生理的欲求を満たすこと
が必要不可欠である。治療前より介入し治療中のイメージができるよう
看護師が正しく知識提供を行うことが、患者のセルフケア行動を変容す
るきっかけとなり、治療に前向きに臨むことができる。【結論】1．治療前
からの看護師の関わりがセルフケア行動に変化をもたらすことができ
る。

P3-19-6 セルフケアに向けたがん化学療法の副作用
チェックシートの作成

○
やました え り

山下 絵理、丸山 恵美、松永 千鶴、藤本 みどり、小林 陽子、
姉ヶ山 美貴子

NHO 山口宇部医療センター 4階病棟

〔はじめに〕がん化学療法は、副作用の軽減や投与時間の短縮によって外
来治療や短期入院治療が積極的に行われている。その為、患者はがん化学
療法後、医療者のいない自宅で副作用に対処することになり、患者自身が
副作用を理解する必要がある。そこで、患者が副作用を理解するツールと
して、副作用チェックシートを作成した。〔研究目的〕がん化学療法を受
ける患者が自身の副作用をモニタリングするための副作用チェックシー
トを作成する。〔研究方法〕がん化学療法（点滴治療に限る）の経験があ
り、PerformanceStatus : 0～1 の 11 名の患者を対象に、副作用を知ってい
るかどうか、実際に出現した副作用について質問紙調査を実施する。その
結果をもとに副作用チェックシートを作成する。〔倫理的配慮〕院内の倫
理委員会にて承認を得た。〔結果・考察〕副作用を知っていると答えたの
は 11 名中 9名であり、副作用の出現時期や経過に関して、知っていると
答えたのは 11 名中 7名であった。がん化学療法の経験者であっても、副
作用の経過や出現時期については理解ができていない患者がいた。出現
した副作用症状は倦怠感 8名、食欲不振 8名、便秘 5名、下痢 4名の順で
あった。副作用チェックシートの観察項目としては、比較的初期に出現し
自己対処が可能であり、症状がイメージしやすいものとし、副作用症状が
多く出現した 3項目の倦怠感、食欲不振、便秘・下痢とした。副作用の評
価は 3段階とし、副作用の経過や出現時期を視覚的にとらえられるよう、
1クール（28 日間）の経過が記載できるものにした。患者と医療者の情報
共有が行え適切な時期での指導にも有効と考える。
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P3-19-7 がん化学療法の副作用チェックシートの実用
化に向けて

○
まつなが ち づ る

松永 千鶴、山下 絵理、丸山 恵美、藤本 みどり、
姉ヶ山 美貴子

NHO 山口宇部医療センター 4階病棟

〔はじめに〕がん化学療法は、外来治療や短期入院治療で積極的に行われ
ており、患者は医療者のいない自宅で、副作用に対処していく必要があ
る。今回、患者が副作用を理解するために作成した副作用チェックシート
を使用しその結果を評価した。〔研究目的〕セルフケアに向けたがん化学
療法の副作用チェックシートを使用することにより、患者が副作用につ
いて理解できる。〔研究方法〕がん化学療法の初回治療やレジメ変更を目
的とした患者 3名を対象に作成した副作用チェックシートを使用する。
期間は 1クール（28 日）とし評価方法を説明後、使用開始する。使用中は
患者と共に副作用の評価を行い、副作用の対処方法を指導する。使用後、
副作用の出現時期や経過の理解についての質問紙調査・聞き取り調査を
行った。〔倫理的配慮〕院内の倫理委員会にて承認を得た。〔結果・考察〕
副作用チェックシートは 3名とも研究期間中、活用できた。副作用チェッ
クシートを記載する事で、副作用の出現の有無・経過について「ほぼ理解
できた」と回答があった。記載する事自体の負担については、1名は副作
用が強く自分で記載できず家族が代行した。2名は副作用が少なく記載す
る事への負担はなかった。副作用の理解について 2名は「理解できた」と
答えた。しかし 1名は 3段階評価の判断が難しく、又、便秘を副作用と捉
えていなかった。今後 3段階評価の判断基準など改善していく必要があ
る。〔結論〕副作用チェックシートは患者が副作用を理解する手段として
効果的であった。

P3-20-1 肺がん初回化学療法を受けている患者の思い

○
たのうえ さ と こ

田上 智子、山田 純子、柴田 綾奈、白石 誠、大久保 祐子
NHO 熊本再春荘病院 看護部

【目的】肺がん初回化学療法を受けている患者の思いを明らかにする。
【方法】がん患者の心配評価尺度（以下BCWI とする）を基に独自でイン
タビューガイドを作成し、肺がん初回化学療法を受けている患者 5名に
半構成的面接を行う。対象は肺がんの診断を 1ヶ月以内に受け、初回化学
療法が開始となっている患者。面接で得られた患者の思いを意味・内容
の類似性に沿ってカテゴリー化する。倫理的配慮として、同意の手順を経
て調査施設の倫理委員会の承認を得た。
【結論】BCWI を使用したインタビューから得られた 70 コードを分析し
た結果、6カテゴリーに分類された。肺がん初回化学療法を受けている患
者は、がんの診断に対して未だ［衝撃］を受けていたり［否認］している。
初めて治療を受ける患者は、今後の治療予定や副作用の出現が想像でき
ないことから［今後への不安］を抱えていた。また一度治療を受けている
患者は 1回目と同じような副作用が出るのではないかと［恐怖］を抱えて
いた。そのほか、がんの告知を死の宣告のように捉えており、［死の覚悟］
をしながら治療に臨んでいる患者もいる。一方で、がんになったことは仕
方ないため、がんの診断に対して気持ちに折り合いをつけていたり、患者
なりの対処法を見出している患者もいることがわかった。また治療効果
へ希望を持つことや支えてくれる医療者・家族の存在が患者にとって治
療に臨む原動力となり、［がんと共に生きていく覚悟］をしていることが
わかった。

P3-20-2 化学療法を受ける肺がん患者のオリエンテー
ションの考察

○
こ だ ま く み

児玉 久美、日高 道代、蛯原 由美、利光 英子
NHO 宮崎東病院 看護部

（はじめに）A病棟では肺がん患者の化学療法を行っており、治療に使用
する薬剤、副作用のパンフレットを用いて看護師が患者に説明を行って
いる。本研究では看護師が化学療法を受ける肺がん患者にオリエンテー
ションを行うことで不安の軽減につながったのか、またオリエンテー
ションがもたらす作用を明らかにしたので報告する。（方法）質問紙A
で化学療法に対する不安を 5段階評価とし、総得点をオリエンテーショ
ン前後で比較し検定を実施。質問紙Bで患者の自由回答を「良かったこ
と」「感じたこと」「他に説明してほしいこと」の項目に分けて分析。オリエ
ンテーションを行った看護師に聞き取り調査を実施。（結果・考察）検定
では不安が軽減されたというデータは出なかった。患者の自由回答では
「食事をすると嘔吐するのではないかと思い食欲がなくなる」「治療は 2
回目なので説明は聞かないでよいと思っていたが、今回は副作用が出た
ので聞けばよかった」などと「感じたこと」の内容が多かった。このこと
から、症状は毎回変わるため、その度にオリエンテーションを行うことで
患者の副作用に対しての心構えができると考える。看護師の意見では「今
までの化学療法の治療に対する思い、不安なことなど普段口に出さない
ことを患者が話してくれた」とあり、オリエンテーションは会話を通し
て、患者と一緒に問題解決への方向性を見出せる機会となると考える。
（結論）1．オリエンテーションは患者指導の場だけではなく、患者と看護
師の思いのズレを確認できる場である。2．オリエンテーションは患者指
導の場だけではなく、患者が思いを表出できる場面であり、看護師との相
互作用の場でもある。

P3-20-3 がん化学療法患者指導における熟練看護師の
関わり

○
かげにし み の り

蔭西 美法1、津田 亜都沙1、重松 絹子1、堤 令子2

NHO 別府医療センター 看護部1、
元NHO 別府医療センター附属大分中央看護学校2

【目的】A病棟は機構の能力開発プログラムを終了し、がん化学療法の経
験が豊富な熟練看護師は 14.8％であり、看護師のがん化学療法看護の経
験は十分とは言えない。そこで、熟練看護師が化学療法を受ける患者へど
のように関わっているのかを明らかにして後輩指導の参考にしたいと考
えた。【方法】1．がん化学療法に 6年以上携わった看護師を対象とし、患
者への関わりについてインタビューガイドを作成し、半構成的面接を実
施。2．実施したインタビュー内容を逐語録に起こし、関わりや思いに着
目して意味内容のまとまりごとに抽出しカテゴリー分類を行った。【結
果】熟練看護師の関わりは 7つのカテゴリーに分類された。1．初めての
ことに対し注意深く見る 2．活用できる資源を判断し調整する 3．患者の
不安を明確化し解決に導く 4．性別や役割に応じて家族のサポートを得る
5．副作用の発現状況に応じた援助を行う 6．患者の思いや理解を確認し補
足する 7．異変や兆候を察知して迅速に対応する【考察】熟練看護師は患
者・家族の理解度や受け止め方を把握し心身の準備を整え、ニーズに合
わせた介入を行っている。また様々な角度から情報収集を行い、患者が自
己のライフスタイルに合わせて選択できるような関わりを持っている。
患者が最も不安を打ち明けやすい環境はどこにあるかを判断し、より多
くの情報を引き出して不安の軽減に向けた介入を行っている。このよう
に熟練看護師は患者と関わる中で様々な角度から瞬時に情報を収集し、
的確に状況を把握することや深い理解に基づいて行動していることが分
かった。熟練看護師に学び、病棟のがん化学療法看護の質の向上をめざし
たい。
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P3-20-4 外来化学療法センターにおける抗がん剤の血
管外漏出予防対策の実践報告

○
なぎさ さ ち え

渚 幸恵、金谷 順子、庄 容子、金子 邦子、加世田 久美子
国立国際医療研究センター病院 看護部

【背景】当センターでは、抗がん剤の血管外漏出に関して、リスク分類や
漏出時の対応手順を明文化、明示し迅速かつ適切な対応ができるよう取
り組んでいる。しかし、治療を安全、確実、安楽に実施するためには、漏
出を予防することが重要である。多くの抗がん剤治療を実施する外来化
学療法センターにおいて予防対策の実施は十分とはいえない状況であっ
た。【目的】外来化学療法センターにおける抗がん剤の血管外漏出予防対
策の取り組みの実際とその課題について検討したので報告する。【実践内
容】1．血管外漏出に関する勉強会の複数回実施 2．血管外漏出に関する
患者指導資材の作成 3．外来化学療法センター看護師による血管確保部
位を想定した抗がん剤投与前採血の実施 4．血管アセスメントに基づく
血管確保部位を医師と共に選定 5．血管確保部位と血管外漏出に関わる
観察項目のカルテフォーマットの作成 6．治療後の患者指導の統一【結
果】取り組み実施後、外来化学療法センターにおける抗がん剤の血管外漏
出は発生していない。【考察】勉強会や統一した資材、ツールを用いるこ
とで、投与に関わる看護師のレディネス統一が図れたことや知識に基づ
くアセスメント、ケアを実施できるようになったことが漏出発生の予防
に寄与したと考える。今後は、治療後の患者指導資材の作成、統一や漏出
既往のある等困難な患者の血管アセスメントや血管確保方法の検討など
さらに充実した予防対策を検討していく必要がある。また外来化学療法
センターだけでなく、入院病棟においても予防対策が実施できるようし
ていかなくてはならないと考える。

P3-20-5 上皮成長因子受容体阻害薬（EGFR�TKI）によ
る皮膚障害に対するハーフビネガー法の予防
効果の検討

○
まつもと ま い こ

松本 麻衣子1、松田 良美1、小原 美紀子1、岩田 由佳理1、
坂本 栄美子1、門脇 徹2、西川 恵美子2、足立 洋心3、
木村 雅広2、小林 賀奈子2、目次 裕之3、池田 敏和2、矢野 修一2

NHO 松江医療センター 看護部1、NHO 松江医療センター 呼吸器内科2、
NHO 松江医療センター 呼吸器外科3

【背景】EGFR�TKI は、高率に皮膚障害を起こすことが知られている。皮
膚障害出現の際には、ステロイド外用剤等で対処するが、「予防」につい
ては検討されていない。ハーフビネガー法は、抗炎症作用と新陳代謝促進
作用、保湿効果があると言われており、予防効果があるのではないかと考
え本研究に取り組んだ。【目的】EGFR�TKI による皮膚障害に対して、
ハーフビネガー法の予防効果を検討する。【対象・方法】対象：当院呼吸
器内科病棟に入院したゲフィチニブ・エルロチニブを内服する非小細胞
肺癌患者で、本研究への参加を同意した患者を対象とした。方法：H群・
C群に 1 : 1 割り付けを行う。（H群：ゲフィチニブ・エルロチニブ内服開
始と同時にハーフビネガー法を開始。C群：ゲフィチニブ・エルロチニ
ブ内服のみ。）評価方法：皮膚障害が発生するまでの日数、皮膚障害の性
状、日常生活影響レベル（CTCAE Grade）、PS（パフォーマンス・ステイ
タス）、皮膚の pH値【結果】H群 9症例（男 3名、女 6名）C群 10 症例
（男 5名、女 5名）について検討した。H群の皮膚障害発症日が内服開始
後平均 9.25 日、C群 6.4 日であった。H群の平均 pHは 6.7、C群の pH
は 6.9 だった。【結語】H群が、C群より約 3日皮膚障害の発生が遅かった。
pHは両群とも弱酸性であり、大きな差はなかった。今回の研究において
は、症例数が少ないため、はっきりとした有効性は証明できなかったが、
ハーフビネガーで皮膚の保護を行うことで、皮膚障害発生の遅延につな
がったと考えられた。

P3-20-6 婦人科がん患者の性への支援“手術を受けた患
者のニードに焦点をあてて”

○
はっとり あかね

服部 茜、水野 智美、今城 由里亜
NHO 北海道がんセンター 5A病棟

【目的】婦人科手術後における患者の性への支援について、どのような
ニードがあるか明らかにする。【方法】1．研究期間：平成 25 年 9～12
月、2．研究対象：婦人科手術を受け、退院オリエンテーションを受けた
患者 3．データ収集方法：無記名自記式アンケート調査 4．データの分析
方法：性生活の関心の有無、手術後に性生活を行って困ったかの有無に
対してどのような情報が必要か、相談できない理由は何かを問う設問の
関連を χ2 検定で分析する。解析ソフト SPSS を使用、有意水準は 5％未
満。5．倫理的配慮：調査協力は自由意志であり、拒否しても不利益を被
らない、個人特定がされないことを文書で説明し、アンケートの提出を
もって承諾とした。回収は外来窓口に回収箱を設置、自由投函。本研究は
A病院の倫理審査で承認を得た。【結果】配布数 312 部、有効回答 205
部（有効回収率 65.7％）。1．基本属性：50 歳代が 37％と最も多く、パー
トナーは 79％がいると回答した。2．性生活に対する関心と説明内容およ
び相談行動の関連：性生活に対して「関心がある」は 39％。また性生活の
関心の有無と「性生活の開始時期」（p＜.001）、「性生活の具体的な方法」
（p＜.01）の情報提供希望には有意な関連があった。3．手術後性生活に困っ
たことがあるかと説明内容および相談時期との関連：手術後性生活に
困ったことがある者は 13％で、「性生活の開始時期を知りたかった」
（p＝.04）、「性生活の次に起こりうる合併症と対処方法について知りたい」
（p＝.004）には有意な関連があった。【結論】1．患者は、性生活の開始時
期・身体的変化・合併症と対処方法など性生活に関する具体的な情報を
求めていた。

P3-20-7 乳がん患者の社会復帰に向けた心理支援

○
え ど あ や か

江戸 彩香、田尻 幸子、長本 奈美、古谷 みや子、
野上 菜穂子、石賀 幸子、前田 尚美

NHO 米子医療センター 胸部血管外科 看護部

【はじめに】乳がん患者は乳房の変形や喪失、家事・育児・仕事において
の役割の変化等多岐にわたる不安や悩みを抱えており医療者には継続的
な心理支援が求められる。中年期の未婚の乳がん患者を受け持ち心理支
援を行ったので報告する。【事例】A氏：50 歳代女性、会社員。未婚で独
居。平成X年、左乳癌と診断され手術（Stage2A）、放射線療法、化学療
法を受けた。【倫理的配慮】研究結果は個人が特定できないよう配慮する
ことを説明し同意を得た。【看護の展開】手術前：A氏は一人で告知を受
け涙を流しながらも治療に同意。入院時表情硬く不安な様子が窺われた。
入院前から外来看護師より情報を得て早期から不安表出の時間と場所を
確保しA氏に寄り添った。「頼りにしている姉は家族がいるし迷惑はかけ
られない」と涙ながらに話した。手術後：術後退院し化学療法・放射線療
法目的に再入院となった。副作用が出現するとA氏の表情は暗く、時折
職場復帰への不安をもち始めた。そこでコミュニケーションツールとし
て交換ノートを用いた。治療終了後A氏は職場復帰を決心し退院された。
【考察】告知後のA氏は涙を流しショックを受けていた。これが初期反応
で、家族の支援がなく不安が強かったと考える。又術前の苦悩と不安の時
期にはその都度寄り添い傾聴する事でA氏は少しずつ病気と向き合う
事ができ職場復帰に繋がった。がん告知を受けたA氏の心には葛藤が
あったがそれもまた治療を受けていく中で新たな自分を見つけ出し発達
を促す要因となった。【結論】がん告知を受けた患者の反応は人により
様々でライフスタイルにも大きな影響を与える。それぞれの年代や心理
的変化に合わせた支援が大切である。
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P3-21-1 効果的な術前検査説明についての検討～術前
検査シートを用いて～

○
くすもと な ほ え

楠元 名穂江、植田 実枝、関口 直美、坪井 佳代子、大塚 晴美
NHO 東広島医療センター 看護部 外来

【はじめに】近年、手術を受ける患者の入院日は手術前日となり、術前準
備は外来通院で行われる。全身麻酔の手術においては、全身スクリーニン
グをはじめ口腔管理目的での歯科受診や術前リハビリテーションが予定
される。この術前検査に対し患者からの苦言や、検査準備の不備等で検査
ができないこともあり、現状の術前検査説明が十分提供できているのか
疑問に感じた。手術を受ける患者は病気の告知を受け、病状・手術・治療
の計画など様々な説明を受けた後に、看護師より数枚の説明用紙を用い
て術前検査の説明を受ける。また、手術を受ける患者は高齢者が多く、こ
れらの内容を一度に認識・理解することが難しいことも予測される。そ
こで、術前検査を正しく受けられるよう効果的な術前検査説明について
検討し、術前検査に対する認識・理解を高めるよう術前検査シートを用
い、その有用性を検証したので報告する。【目的】術前検査シートを用い
ることで術前検査の認識や理解を高め、術前検査をトラブルなく受ける
ことができる【方法】対象：全身麻酔手術を受ける外科患者（取組前 31
名：取組後 29 名）方法：1．術前検査説明用紙の問題点の抽出 2．抽出さ
れた問題点より改善方法を検討 3．術前検査シートを作成 4．術前検査
シート使用前後のトラブルを調査し比較 5．術前検査シート使用前後の患
者の反応を比較し分析【結論】1．術前検査用紙を 1枚にまとめた術前検
査シートを作成したことで、患者の術前検査の認識や理解を高め、術前検
査をトラブルなく受けることができた。2．検査の必要性を説明文に加え
たことで、患者自身が術前検査の必要性を理解し、手術と検査を関連付け
て考えることができた。

P3-21-2 患者のニーズにあった術前訪問のあり方の検
討

○
はっとり あ き

服部 亜希、中村 友美、吉本 佳代
NHO 奈良医療センター 手術室

当院では全身麻酔下で手術を受ける患者に対し、術中看護計画の立案及
び不安の軽減を図るために術前訪問を行っている。しかし、日々、術前訪
問の中で、情報収集にばかり気をとられ、医療者側の一方的な説明になっ
ているのではないかと疑問に感じることがあった。そこで、今回、患者の
ニーズに沿った術前訪問のあり方の検討を行ったのでここに報告する。
【研究目的】平成 25 年 8 月～12 月、全身麻酔下で手術を受ける患者 26
名に対し、術前訪問において患者が抱える疑問・不安を把握し患者のニ
一ズに沿った術前訪問のあり方を検討する。【研究方法】1．術前に患者が
知りたい内容についてアンケ一ト調査を行う。A群：術前パンフレット
のみで術前訪問を実施。B群：事前アンケ一トを実施後、術前パンフレッ
トで実施。両群を比較検討する。2．術前オリエンテ一ション時、患者が
視覚で手術室のイメ一ジが把握しやすいように、写真やイラストの掲載
を行い、術前パンフレットの改訂を行った。3．1の患者の反応・感想を術
後訪問で評価する。4．患者・家族に研究に対する内容及び倫理面の了承
を得る。【結果】B群では、術前に自分が知りたい情報及び疑問・不安内
容について 92％の者が聴けたと答えている。両群共に、病棟オリエンテ
一ション実施前後において、患者の心理的側面・知りたい情報に変化が
ある事がわかった。【考察】B群では、患者の疑問・不安の内容が具体化
し、個別性のある術前訪問につながったのではないかと考える。【結論】
患者のニ一ズに沿った術前訪問とは、患者が知りたい情報・心理的側面
を手術室と病棟看護師が連携し、情報共有を図ることで個別性のある術
前訪問となる。

P3-21-3 DBS手術を受けられる患者のニードの表出
～経過表を活用して～

○
い ま い あ き こ

今井 晃子、日下 直子、西塚 弥生、武田 真知子、
久米本 佐都美

NHO 宮城病院 手術室

【はじめに】A病院手術室では、脳刺激装置植込術（以下DBS手術）の
際、術前訪問でDBS用オリエンテーション用紙を用い、意識下で行われ
る手術であること、長時間同一体位の保持が必要なこと、その際生じやす
い苦痛について説明している。しかし、術後訪問時、「手術中どのタイミ
ングで看護師に声をかけたらいいか分からなかった」「こんなに手術時間
が長いと思わなかった」という患者の声が聞かれた。従来のオリエンテー
ション用紙にはニードが表出できるタイミングや、看護ケアの内容は記
載されていないため、口頭で説明しても患者の記憶に残りにくかったと
考え、手術進行や看護ケアの可能なタイミングを示した経過表を作成し
用いることで、患者自らニードを表出しやすくなると考え研究に取り組
んだ。【研究目的】意識下で行われるDBS手術において、術中に経過表を
見て患者自身がニードを伝えるタイミングが分かり、術中ニードを表出
できたかどうかを明らかにする。【研究方法】1研究デザイン：調査研究
2データの収集方法：質問紙をもとに術後訪問で患者へ聞き取り調査実
施 3データの分析方法：聞き取り調査内容の分析【結果及び考察】4名に
経過表を活用した結果、全患者から手術進行がイメージできたとの回答
を得た。そのことは行われている手術の進行状況が理解できたと考える。
しかし、1名から『5～6時間の手術と説明されていたが、実際そこまで長
いと思わなかった』という声が聞かれた。術中ニード表出に関して 3名の
患者より良い結果が得られたことは、タイミングよく術中ニードが表出
でき、おおむね対応できたと評価できる。

P3-21-4 ICU看護師による術後初回面会までの家族ケ
アの現状と課題

○
ふ じ た よ し こ

藤田 喜子1、上地 まり子1、富田 和佳奈1、兼近 みどり1、
高橋 智美1、大東 恵1、荻 あや子2

NHO 四国こどもとおとなの医療センター ICU1、
岡山県立大学 保健福祉学部 看護学科基礎看護学准教授2

【目的】A病院 ICU看護師が家族に対し術中及び術後初回面会までの関
わりで大切と考えていること（以後大切度）実施できていること（以後実
施度）の現状と課題を明確にする。【方法】対象A病院 ICU看護師 21
名。独自に作成した質問紙で術中から術後初回面会までに必要と思われ
るケア内容 25 項目について大切度と実施度を 4段階リッカートスケー
ルで回答を得、単純集計で両群を比較。基本属性と大切度と実施度の関係
をU検定で分析。実施できなかった理由、困難と思っていることは自由記
載で回答を得、カテゴリー化した。倫理的配慮は調査票で説明、回収を
もって同意を得た。【結果・考察】有効回答率は 95％。平均経験年数は
7.3±3.7 年、ICU経験年数は 2.5±2.4 年。8割以上の看護師が 25 項目全て
で大切と回答したが、8割以上の看護師が実施している項目は 10 項目で
ある。属性による大切度の認識に有意差はない（p＜0.05）が、実施度にお
いて 2項目に ICU経験年数 2.5 年未満の看護師の実施度に有意差があり
（p＞0.05）ICU経験年数の少ない看護師の方が実施していると感じてい
る。実施度の高い項目は、実施内容がマニュアル化され、何をすべきかが
明確である。実施度の低い『待機中の定期的な情報提供』『手術時間延長時
の情報提供』『重要な参加者又はパートナーとしての関わり』の項目は、経
験不足や、家族ケアの知識不足、他部署との連携不足が原因と考える。
【結論】大切である認識があっても、家族ケアへの知識不足による苦手意
識や他部署との連携不足、業務の多忙さが実施を困難にしている。家族ケ
アの学習体制の強化、他部署・他部門との連携の確立、待機家族への心情
に配慮した働きかけが課題である。



第 68回国立病院総合医学会 807

P3-21-5 術後イメージ化に与える影響～看護師経験年
数との比較から～

○
ほ ん だ り な

本田 梨奈、安藤 裕美子、井上 佳倫
NHO 帯広病院 第1病棟

【目的】術前オリエンテーション内容が看護師の経験年数により、患者の
術後イメージ化に影響を与えているのか明確にする。【方法】1）研究対
象：A病棟の看護師 39 名、心臓血管外科手術、呼吸器外科手術の術後患
者 35 名 2）研究方法：実態調査研究 3）データ収集方法：アンケート結果
を項目ごとにグラフ化 4）データ分析方法：項目ごとに単純集計して看護
師を経験年数ごとにカテゴリー化し、患者の調査結果と比較検討【結果】
1）看護師アンケート：看護師経験年数 1～3年（以下A群）、4～10 年
（以下 B群）、11 年以上（以下C群）2）患者アンケート：術前訓練はC
群で約 30％「分からなかった」が、禁煙指導では同群で約 30％が「分かっ
た」。創痛はA群 100％、B群約 84％、C群約 76％が「分かった」。術後
の管は各項目A群 80％、B、C群約 70％前後「分かった」。【考察】C
群が説明した術前訓練は約 30％が「分からなかった」と答えているが、
同群が説明した禁煙指導では約 30％が「分かった」と答えていた。 また、
創痛や術後の管については、B、C群よりもA群に説明を受けた患者の方
が「分かった」と回答した割合が多かった。このことから、看護師の経験
年数の違いによる説明が患者理解に影響を与えているのではないことが
わかった。患者の言動より必ずしも術前オリエンテーションを通して術
後イメージをもつことを要求しているわけではないということがわかっ
た。患者との関わりの中から必要とする情報を見極め、説明していくこと
が大切であると考える。【結論】1）術後イメージ化を阻む要因と、看護師
の経験年数との関連性はみられない 2）どの看護師も繰り返し説明し、患
者が理解出来るような関わりをしていた

P3-21-6 電子カルテを活用した「術後訪問」の取り組み

○
たけうち み つ こ

武内 美津子、阿部 めぐみ、園田 淳子、角田 房子
NHO 大分医療センター 手術室

【目的】平成 16 年より取り組んでいた術後訪問が、業務の煩雑やマンパ
ワー不足により出来ない状況になった。患者訪問を行わず、術後継続する
問題の経過や評価について電子カルテを活用し把握する。【方法】1、病棟
看護師へ取り組みについて説明し、術後の観察記録の協力を依頼 2、術後
観察用紙を作成し活用 3、術後、観察内容を記録し病棟看護師へ申し送る
4、手術室看護師は、申し送った内容の経過を確認後、術後観察用紙に記
入し、結果を集計 5、手術室看護師への聞き取り調査【結果】病棟看護師
へ術後、観察点を電子カルテに記録し経過観察記録の依頼をした。記録さ
れた経過を把握し記載する用紙は、これまで使用していた術後訪問用紙
を参考に、皮膚の観察、特殊体位による神経症状の観察、術後継続した問
題を記入するように改訂した。その結果、対象患者 80 例中、皮膚の観察
記録は 76 例（95％）、神経症状については 21 例（26％）が記録され、記
録がなく依頼を行った件数は 4件（5％）だった。電子カルテの看護記録
より術後の情報が取れ、継続した問題の確認ができた。また、術後カン
ファレンスを行うことによりスタッフ間で情報が共有でき、術中看護の
評価が行えるようになった。この取り組みにより、「術後訪問へ行けな
かったが術後の情報が取れるようになった」等の意見がきかれた。しか
し、「患者からの生の声が聞けない」等の意見もあった。【結論】電子カル
テを活用しての手術後の患者の情報を得る方法は、患者訪問を行わなく
ても、継続された問題が解決されているか看護記録より確認でき、術中看
護の振り返りができる。そのためには手術室看護師だけでなく、病棟看護
師の看護記録が重要となる。

P3-21-7 手術室看護師の「やる気」に関する考え方
～「やる気」「頑張り続ける」維持・向上のため
の現状調査～

○
や ぐ ち や す こ

矢口 康子、関川 としこ、平山 昌子
NHO 霞ヶ浦医療センター 看護課

［目的］現在手術室看護師は経験や技術にばらつきがあるが「やる気」「頑
張り続けられる」要因は何か現状調査を行った。［方法］平成 25 年 12
月に手術室看護師 14 名に質問用紙を配布。1．手術室での仕事について
「やる気」「頑張る度」について 100 点満点で何点か回答。2．手術室業務に
おける「やる気」の体験と現状については自由記載形式で 5項目を回答。
自由記載は一文章となるように切片化しカテゴリー化。3．手術室で「頑
張り続けられる要因」15 項目については経験毎に平均点を算出した。［結
果］1．対象者 12 名（回答率 85.7％）は手術室部署経験 3ヶ月から 15
年の平均 4.11 年であった。2．手術室でのやる気は平均 69.1 点。3．やる
気が向上した体験は「他者評価」「技術向上」であった。4．「同僚からの否
定」「人間関係」「技術失敗」の要因でやる気が低下した。5．やる気がなく
なった時には「上司・同僚への相談」「自己解決」にて乗り越えていた。 6．
やる気の維持向上要因には「良好な同僚関係・雰囲気」「指導」であった。
7．協力体制については「周囲からの援助がある」「協力体制の欠如」「互い
を認めあう」となった。8．仕事を頑張り続ける要因において手術室経験
の 1年未満の者は「労働条件」の他「仕事の満足感達成感」「技術・知識の
向上上達」「上司の手助け協力」において得点が高かった。9．看護師経験
が 16 年以上では「同僚上司からの承認・評価」において得点が高かった。
［考察］手術室経験の短い者には 1人では判断の難しい場面もあり支援す
る環境が必要と考える。感謝の言葉を伝えたり、意見には真剣に耳を傾け
なければならない。［結語］当手術室看護師は技術・知識の向上や仕事へ
の達成感が頑張り続ける要因である。

P3-22-1 術後せん妄発症の要因―術後せん妄を発症し
た患者を振り返って―

○
おおいわ ゆ う こ

大岩 裕子、内田 由香、山下 雅子、中村 浩子、宮本 ひとみ
NHO 大阪医療センター 看護部

【目的】A病棟では、術後せん妄を発症することが多い。術後せん妄発症
患者の発症要因を明らかにすることで、せん妄発症予防に向けた看護に
つなげたいと考え本研究に取り組んだ。【方法】A病棟で平成 23～25 年で
術後せん妄を発症した患者 30 名に、Lipowski らが作成したせん妄発症の
危険因子シートを用い発症要因を分析。院内看護研究倫理委員会で承諾
を得た。【結果】男女比は 2 : 1 で平均年齢は 77 歳。6つの準備因子では
「高齢者」80％、「複数の合併症」83％、「男性」67％、11 の直接因子では
「医薬品の使用」100％、「手術侵襲」100％、6つの促進因子では「身体的
ストレス」97％、「心理的ストレス」100％、「睡眠妨害要因」97％、「動け
ない状況」87％、「環境変化」100％が高率であった。稲田は「高齢になる
と脳の萎縮や全身の予備能の低下を生じ、せん妄の準備状態を形成する」
と述べている。A病棟では潜在的に高リスクの患者が多いことが明らか
になった。さらにA病棟は外科病棟であり「手術」「医薬品の使用」は必
須であるため、せん妄発症の可能性が高まる。促進因子は「可逆的な要素
の多い領域であり看護介入がしやすい」とされており、当病棟では術前か
らの不安の内容の把握や術後疼痛の除去、症状の緩和などに介入し、術後
せん妄発症の予防をしていく。【結論】A病棟に多い術後せん妄の要因は、
準備因子では「高齢者」「複数の合併症」「男性」、直接因子では「医薬品の
使用」、促進因子では「動けない状態」「身体的ストレス」「心理的ストレス」
「睡眠妨害要因」「動けない状況」「環境変化」であった。せん妄の促進因子
に看護介入することが、せん妄発症の予防をしていく。
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P3-22-2 肺腫瘤手術患者の術後1日目の熟眠感とその
後のせん妄調査

○
おぎわら た か し

荻原 崇史、瀬戸川 貴子、高井 聡、香川 加奈美、関根 みちよ
NHO 西群馬病院 外科病棟

【はじめに】本病棟では、手術後 1日目は手術直後から 1～2時間毎のバイ
タルサイン測定の実施、安静制限、点滴、ドレーン類による抑制などのス
トレスにより十分な休息が得られず「よく眠れなかった」という声が聞か
れていた。以前より手術後の患者が、せん妄を起こすことがあった。せん
妄の発症には一般に多くの要因が関与すると言われているが、せん妄誘
発因子の一つとして睡眠障害が報告されている。せん妄の誘発因子とし
て睡眠障害が挙げられていることから、術後 1日目でよく眠れた患者は
せん妄を起こすリスクが低いのではないかと考えた。時間に関わらず本
人の満足した睡眠を熟睡感としてせん妄と関係があるのではと考え、本
研究を行った。【研究方法】全身麻酔下で肺腫瘤手術を施行し、研究参加
に同意の得られた患者に以下の調査を行った。術前 2日前から術後 1日
目まで対象者に熟眠感を熟眠感フェイススケールと質問を用いて評価す
る。術後 3日間、又はせん妄と判断される場合にニーチャムスケールで評
価する。患者、カルテからせん妄に関する情報を収集する。【結果】2013
年 10 月～2014 年 3 月までに当院で肺腫瘤手術を行った 41 例を対象とし
て検討した。男性 28 名、女性 13 名、年齢 30 歳～91 歳（平均 67 歳）であっ
た。せん妄は 4名（9.8％）に認めた。術前 2日前の熟眠感、術後 1日目の
熟眠感は非せん妄群とせん妄群での有意差は見られなかった。年齢は、非
せん妄群が平均 67.7 歳であるのに対し、せん妄群が 80.0 歳で、有意差を
認めた。【まとめ】せん妄と熟眠感の関連性は症例数少なく有意差が見ら
れなかった。一方で年齢は有意差が認められ、せん妄発症リスクに年齢が
関与していることがわかった。

P3-22-3 耳鼻科領域における術後せん妄発症の発生要
因の検討

○
な か の ち え

中野 智恵、名倉 利栄子、小原 かおり、土田 恵子
NHO 姫路医療センター 看護部

【目的】当病棟では、耳鼻科領域における喉頭摘出術・永久気管孔作成や
舌摘出術・皮弁形成術後にせん妄発症が増えている。術後せん妄に関す
る研究は増加しているが、喉頭摘出術や舌摘出術患者がせん妄を起こす
因子についての研究は少ない。そこで過去の患者データから術後せん妄
発症に関連する要因を明らかにしようと考えた。【方法】研究対象：過去
2年間の喉頭摘出術・舌摘出術の症例 28 名データ収集方法：研究対象の
診療録から年齢・性別・既往症・疾患名・術式・ICU入室・離床開始時
期・ドレーン抜去時期・膀胱留置カテーテル抜去時期・持続点滴抜去時
期の術後せん妄発症日を調査し、せん妄レベル評価を行った。【結果・考
察】喉頭摘出術・舌摘出術患者 28 名中、せん妄発症患者は 20 名（71.4％）
であった。せん妄発症患者の内、男性 16 名（80.0％）、女性 4名（20.0％）
であった。60 歳以上の患者は 26 名（92.6％）を占め、せん妄発症の準備
因子としては重要と考える。せん妄発症の環境因子である「ICU入室有
り」で、せん妄発症率が高くなった。しかし、せん妄レベルの評価におけ
る「重度」では、「ICU入室なし」が多く、「ICU入室」は、せん妄レベル
への影響は少ないと考える。せん妄レベルの「最重度」は、脳梗塞・認知
症の既往がある 2名（11.11％）であった。術後せん妄発症時期は、術後
2日目 9名（45.0％）が最も多く、ドレーン・ライン類による拘束が影響
していると考えられる。離床は術後 3日以内に実施しているが、術後頚部
の安静を強いられるため、せん妄発症の影響が大きいと考えられる。今後
は術後せん妄の予防的看護介入の確立が課題である。

P3-22-4 外回り看護師のゴーグル着用に向けて～体
液・血液飛散の実態調査を通して～

○
き た の さ と み

北野 聡美、鋪倉 瞳
NHO 米子医療センター 手術室

【はじめに】
A病院手術室は外回り看護師のゴーグル着用率が低い。体液、血液飛散の
実際を明らかにし提示することでゴーグル着用率を上げることができる
と考え体液、血液飛散の実態調査を行った。
【研究対象と方法】
1．全身麻酔下の手術で外回り看護師が新しいゴーグルを着用した 38 件
を対象に実施。
術後ゴーグルを回収し飛散判定を実施。
2．飛散判定はタンパク質染色剤アミドブラック液を使用し目視確認。
3．意識調査は飛散判定後に手術室スタッフ 10 名に対して、外回り看護師
のゴーグル着用についてアンケート調査を実施。
【倫理的配慮】
本研究は院内倫理審査委員の承認を得たものである。
【結果】
飛散があったゴーグルは全体の 81％を占めた。
手術の出血量別に見ると、出血量 10g 未満は 7件中 5件、50g 以上では 27
件全てに飛散があった。
手術時間別では、1時間未満は 8件中 4件、2時間未満は 12 件中 9件、2
時間以上では全てに飛散を認めた。
意識調査では「外回り看護師に飛散はしない」「ゴーグルは必要ない」とい
う回答が 2名あったが、調査結果提示後は「今後ゴーグルを常に着用す
る」「術式によって着用する」と答えた看護師は 9名となった。
【考察】出血量 10g 未満でも飛散があり曝露のリスクは出血量に関係な
く、また、手術時間が長くなれば飛散を受ける可能性が高くなることが明
らかとなった。意識調査から飛散の実際を提示したことで看護師のゴー
グル着用の必要性を高める動機づけになったと考える。
【結論】1．外回り看護師のゴーグルへ体液、血液飛散は手術時間、出血量
に関係なく認められた。2．飛散の実際を知ることがゴーグル着用のため
の動機づけになった。

P3-22-5 手術室での全身麻酔時の患者体温低下予防効
果の検討（アンダーブランケットを用いた早期
加温開始による効果について）

○
た な か み ほ こ

田中 美保子、池田 ゆり、三栖 麻理子
NHO 横浜医療センター 看護部 手術室

【はじめに】全身麻酔手術時の体温低下は、麻酔導入初期の低下が最も大
きいとされる。体温低下予防には温風加温装置が広く用いられるが、通常
は患者を覆う「アッパーブランケット」により、麻酔導入後より加温の開
始を行う。今回我々は、患者の背面に敷く「アンダーブランケット」を用
い、麻酔導入前からの加温効果を検討した。【方法】対象：全身麻酔のみ
の腹部手術を受ける 69 名（腹腔鏡 66 名、開腹 3名）期間：2012 年 9 月～
2013 年 5 月方法：封筒法で無作為に「アッパーブランケット群」（以下
アッパー群）と「アンダーブランケット群」（以下アンダー群）に分けた。
「アッパー群」は麻酔導入終了時より加温を開始した。「アンダー群」は患
者入室時より加温を開始した。入室時より鼓膜温にて体温測定を行った。
倫理的配慮：研究の守秘説明、研究の目的以外には使用しない事を本人
及び家族へ説明し同意を得た。【結果・考察】アッパー群は症例数 34 名、
アンダー群は症例数 35 名であった。年齢、男女比に大きな差はなかった。
アッパー群の加温開始は中央値で入室後 22 分後であった。体温低下を評
価するため麻酔導入開始後 3分、20 分と経過した時点の体温差を体温低
下度として定義したが、両群の体温低下度に有意な差は見られなかった。
この理由として、開腹術など体温低下の大きな手術が対象にほとんど含
まれなかったこと、通常の加温がある程度有効に体温低下を予防してい
たことなどが考えられる。
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P3-22-6 手術時手洗いのウォーターレス法導入に向け
た取り組み

○
ご と う き え

後藤 季恵、角田 裕子、久保田 一男、渡邊 貴美香、
田中 和代、村松 美智子、稲垣 ひとみ、古屋 由香、
佐野 和平、羽田 美帆、大家 真由美

NHO 甲府病院 手術室

【はじめに】
当手術室の手術時手洗いはツーステージ法で行っている。ツーステージ
法手洗いでは、抗菌性石鹸、滅菌消耗品の使用コストがかかり、消耗品や
手洗いスペースの片付けに時間も要する。今回、コスト削減効果、業務の
効率化、手技の簡便さ、エビデンスに基づく消毒効果の確実さを考え、
ウォーターレス法（以下WL法）の導入に向けた取り組みを行い、一部開
始することができたため報告する。
【研究方法】
対象者は手術室看護師 9名、外科系医師 11 名。
方法 1．WL法導入の説明を医師・看護師に行う 2．WL法導入に賛同を
得られた医師・看護師にWL法を導入する 3．WL法導入前後のコスト
比較を行う 4．看護師にWL法導入後の業務改善効果についてアンケー
ト調査を行う
【結果】
WL法を医師 6名、看護師 9名に導入した。そのうち看護師 2名がアル
コール過敏症のためツーステージ法手洗いに変更した。医師 5名につい
ては賛同を得られず、導入に至らなかった。WL法導入後、1ヶ月あたり
約 37,000 円のコスト削減ができた。WL法導入後のアンケートでは、消耗
品や手洗いスペースの片付けが簡単になった、手洗い時間が短縮した、と
の意見があった。
【考察】
現在 1ヶ月あたり約 37,000 円のコスト削減ができている。また、アンケー
ト結果からWL法を導入したことで、業務改善の効果があったといえる。

P3-22-7 術後早期離床をするための取り組み―PCAを
活用した術後疼痛の先制コントロール―

○
い と う あ す か

伊藤 明日香、若木 夏美、齋藤 峻一郎、濱野 圭子、
井上 富佐子、尾下 ひろ美、河口 寿子、牧島 治美、
山口 明子、田中 康代

NHO 岩国医療センター 7階東病棟

【目的】離床前に術後疼痛に対して PCAを使用し先制コントロールを行
うことで、離床時の疼痛が軽減し、早期離床に効果があるか明らかにす
る。【方法】研究期間は平成 25 年 7 月から 10 月。研究に同意が得られた
患者に対し、離床 20 分前に PCAボタンを押してもらい疼痛の先制コン
トロールを行った患者をA群、離床前などに関係なく疼痛時に PCAボ
タンを押した患者をB群とし、術後 3日間の離床範囲、NRS（Numerical-
RatingScale 以下 NRSとする）を測定し比較及び検討を行った。対象への
倫理的配慮については、当院の倫理要項に基づき、倫理委員会で研究の承
認を得、対象に口頭と書類にて説明と同意を得た。【結果】PCA使用によ
る先制コントロールを比較、検証するために、A群 20 名、B群 13 名の計
33 名を術式ごとに分け比較検討した。術後 1日目はA群、B群ともに離
床できた割合は 28％であった。術後 2日目はA群では離床出来た割合
は 86％、B群は 57％であった。術後 3日目はA群は 100％、B群は 86％
とA群の方が高かった。A群は 2日目に離床できた人が増加し、B群は
3日目に離床できた人が増加した。このことより、A群の方が早く離床で
きた。離床に伴う疼痛の増強の程度について、離床前後と離床中のNRS
の平均を算出するとA群の方が低く推移し、B群の方が高い推移であっ
た。【結論】離床前に PCAを活用し疼痛の先制コントロールを行うと疼痛
がない状態や疼痛が軽度な状態を維持することができ、早期離床につな
がった。離床 20 分前に PCAを使用し、疼痛の先制コントロールを行うこ
とは、早期離床に効果がある。

P3-23-1 ターミナルカンファレンス実施前後の看護師
のターミナルケアに対する態度の変化
～FATCOD�FormB�J 尺度を用いて～

○
ひがし と も み

東 朋美、中瀬 春香、辻 直美、菊澤 更紗
NHO 金沢医療センター 看護部 東4病棟

【はじめに】ターミナルカンファレンスを実施することが情報の共有，
ターミナルケアへの意識・看護ケアの統一を図ることに繋がり，患者・
家族へより良い看護が提供できるということに繋がるのではないかと考
えた．【方法】対象はターミナルケアを主とする病棟で働く看護師のうち
ターミナルカンファレンス 5回実施いずれかに参加した 13 名。尺度とし
てFATCOD�FormB�J「死にゆく患者に対する、医療者のケア態度を測
定する尺度」、ターミナルケアに対する自記式の意識調査用紙を用い、
ターミナルカンファレンス前後のアンケート調査を行い統計分析する。
【結果】ターミナルカンファレンス導入前後の総合得点も比較の間に有意
差はなかった．経験年数 5年以下と経験年数 6年以上においてターミナ
ルカンファレンス導入前後での因子 1「死にゆく患者のケアの前向き
さ」においては，低下傾向であった．また、因子 2「患者・家族を中心と
するケアの認識」においては，上昇傾向であった．【考察】ターミナルカ
ンファレンスを実施することで、因子 1においては受け持ち意識が高ま
り患者とより深い関係を築くことによって患者の希望をかなえたいと思
う反面，希望にそえないことに対する葛藤や悩みが生じることにより低
下したと考える．因子 2においては，患者の希望を叶えるためには家族の
協力も必要であると認識することができたため上昇したと考える．【結
論】FATCOD�FormB�J 尺度を使用しスタッフのターミナルケア態度を
調査した結果，ターミナルカンファレンス導入前後の比較においてこれ
らの総合得点には有意差はみられなかった．因子 2においては、ターミナ
ルカンファレンス導入前後で上昇傾向であった．

P3-23-2 治療センターのエンゼルケアに対する思いの
実態―看護師の実態調査に基づく―

○
な か そ ね ゆ か

仲宗根 結加、中空 舞、比嘉 順子、山田 知永
国立療養所沖縄愛楽園 看護部 治療センター

【はじめに】当園では平成 21 年よりライフサポートチームを立ち上げ、リ
ビングウィルやグリーフケアに対する考え方や看取り看護の重要性につ
いての認識が高まり、生活の場である居室での看取り看護が徐々に進め
られている。【研究目的】治療センター看護師のエンゼルケアに対する思
いを実態調査し、看護師個々のケアに対する思いや不安・考えを明確に
する。【対象・方法】治療センター看護師 14 名 質問紙により調査・分析
【結果】「エンゼルケアを行う際、不安や困った事はありますか」に対し、
「あり」が 86％であった。「エンゼルケアの技術面で一番大切にしている
事」に関しては、外観を綺麗にする事（ハンセン病後遺症による変形の修
整を行い、一般的に綺麗といわれる姿）が 58％、その人らしい、自然な姿
にする事（ハンセン病後遺症による変形の修整は行わない）が 37％で
あった。【考察】ハンセン病施設での経験年数が多い看護師は、隔離や偏
見、差別を受けていた時代を入所者と共に過ごし、互いに家族同様の存在
であった。だからこそ、偏見や差別（ハンセン病後遺症による変形や欠損、
兎眼）の苦しみを解放させ、天国に送りたいという気持ちが強く生じ、エ
ンゼルケアを単なる処置としてではなく最後のケアとしてとらえていた
と考える。【結論】1．経験年数に関係なくケアを行う際、技術面で不安を
感じる看護師が多かった。2．ハンセン病施設での経験年数によりケアを
行う際の考え方に違いがあった。【おわりに】研究を通し、エンゼルケア
のあり方について改めて考える良い機会となり、今後も看護師間の情報
共有・連携を密にし、入所者の尊厳を大切にしたケアを提供していきた
い。
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P3-23-3 緩和ケア病棟をもつ病院への転院に対する看
護師の思い

○
か い り え

甲斐 里枝、中島 千明、福田 真理、田崎 千里
NHO 九州がんセンター 看護部

目的：がんの集学的治療が終了した患者の緩和ケア病棟をもつ病院への
転院調整に関わった看護師の転院に対する思いを明らかにする。方法：
緩和ケア病棟をもつ病院への転院調整に関わった経験のある看護師 4名
を対象に転院に対する思いを半構成的面接を行い、質的帰納的に分析し
た。結果：看護師の思いとして、142 の洗い出しコードと 24 のサブカテゴ
リー、11 のカテゴリー【スムーズに緩和ケア移行するには患者への説明が
大切】【価値観の違いを認め患者自身の意思を尊重したい】【患者が最期の
時をどのように過ごしたいのかを大切にしたい】【緩和ケア病院の方がよ
り良い看護を受けることができる】【がん専門病院でも一生懸命緩和ケア
をしている】【転院する事による患者の負担が心配】【終末期がん患者と接
する上でのもどかしさ】【緩和ケアを行う場として十分ではない】【患者の
ことを医師と一緒に考えたい】【転院後の患者が気がかり】【看護師は力量
不足や勉強不足を感じている】が抽出された。結論：当院は集学的治療が
終了した場合、緩和ケアへ移行するための転院の調整を行う機会が多い。
その際は、患者や家族、医師そして看護師が話し合いの場を持ち、十分な
説明を行い、患者の決定を支えることが大事だと看護師は思っている。そ
れとともに、看護師は患者が最期をどこで過ごすのかではなく、どのよう
に過ごすかを大切にしているが、当院よりも緩和ケア病棟をもつ病院の
方がより良い看護を受けることができるのではないかと思っている。し
かし、看護師は一生懸命緩和ケアをしているという思いもあり、患者の
「今」だけではなく将来を見据えて、患者にとって一番良い看護を日々探
求している。

P3-23-4 患者を看取る受け持ち看護師の感情とその対
処に関する一考察

○
さ と う あ す な

佐藤 明日菜、川浦 由佳、伊藤 あずさ、川崎 恵里
NHO 東京医療センター 看護部

キーワード：ターミナル，感情，対処，死生観，看取り
I．目的
患者を看取った時の受け持ち看護師の感情とその感情に対する対処方法を考察す
る。
II．方法
1．対象
A病院の内科病棟に勤務する看護師（師長、副師長、一年目、研究者を除く）で死
亡退院患者を受け持った経験のある者 5名。
2．データ収集方法
半構成面接法を用い、対象者 1名に対し常に同じ研究者 2名が患者を看取った時
の感情とその対処方法についてインタビューを行い、対象者の同意を得て内容を
録音した。
3．データ分析方法
面接内容を意味単位で抽出、コード化し、類似性と関連性に基づいてカテゴリー化
した。
4．倫理的配慮
院内の倫理審査委員会の承認を得た。対象者に研究の趣旨、目的、個人情報の保護、
情報は研究以外に使用しない事、学会発表することについて説明し同意を得た。
III．結果
1．受け持ち患者を看取った時の感情
「肯定的な感情」と「否定的な感情」の 2つのカテゴリーと 13 のコードが抽出され
た。患者を看取った時の受け持ち看護師の感情は否定的な感情の方が多く、経験年
数の少ない看護師に否定的な感情が多かった。
2．感情の対処方法
受け持ち患者が亡くなった時の感情の対処方法は「自分自身で気持ちの整理をす
る」「家族への関わり」「他者との共有」の 3つのカテゴリーと 5のコードが抽出さ
れた。
IV．考察および結論
経験年数の少ない看護師が看取りの瞬間を調整出来き、否定的な感情が軽減出来
るように経験年数の多い看護師からのサポートが必要である。また、感情の対処方
法は自分自身で気持ちを対処する方法が多く、他者との関わりの中で看取りを振
り返り感情を表出出来るような場を設ける支援が必要である。

P3-23-5 その人らしさを尊重する看護～末期胃癌患者
の看護を振り返って～

○
まるおか み か

丸岡 美香、森 真理
NHO 南京都病院 看護部 西5階病棟

【はじめに】苦しみや希望を訴えない末期胃癌患者との関わりを通し、終
末期におけるその人らしさを尊重する看護を実践するための示唆を得
た。【事例紹介】60 歳代男性で、末期胃癌で根治手術はできず通過障害に
対しステント留置術と化学療法を実施し緩和ケアへと移行した。【看護の
実際および考察】身体症状や不安の訴えはなく無表情であったため理解
するのに時間を要した。散歩時、調理場からのにおいや音の影響で元調理
師だった患者の表情が穏やかになり、子供時代や家族のこと、調理師時代
のことを楽しそうに話した。人生や考え方・人柄に触れ、理解は進んだ
が、看護の方向性を見出すことは困難だった。そこで、チームカンファレ
ンスや緩和ケアチームカンファレンスで検討し、計画的看護を実践する
ようになった。病状進行と化学療法の副作用で、嘔吐回数が増えた。食事
については、カンファレンスで検討し、嘔吐を誘発しないことだけでな
く、日常生活の中にある「食」に対して楽しみや喜びを感じてもらう看護
を考えた。栄養科とも協働し食事を患者自身が選択し、差し入れ食を充実
させた。食べることは嘔吐を誘発する苦しみから、食べたいものが食べら
れるという喜びへ変化した。また、元調理師である患者は、「生きていた
証を残したい」と自分が調理していたレシピを書いた。それを参考に調理
し、料理の写真をアルバムにして残し、その人らしい時間を過ごすことが
できた。【まとめ】終末期におけるその人らしい看護を実践するためには、
以下 3点が重要である。1．感情表出ができる関わりをもつ 2．チームで
患者を多角的に理解し日常生活の中に喜びを見出す 3．これまでの人生
を振り返る時間を持つ

P3-23-6 終末期患者の腸管皮膚瘻管理と家族指導

○
ゆ む ろ よ り こ

湯室 順子
NHO 舞鶴医療センター 看護部長室

【はじめに】腫瘍の増大で形成した腸管皮膚瘻は、消化液の漏れによる皮
膚障害や装具の選択等、瘻孔管理に難渋する。終末期患者の希望に添い、
家族指導等実施し一時的に自宅で過ごすことができた事例を経験したの
で報告する。【症例・経過】50 代女性。虫垂癌で手術と化学療法施行した
が 2年後に再発、腸管皮膚瘻による皮膚障害と貧血、脱水症で入院する。
輸血と点滴療法で全身状態は改善する。キーパソンは夫であった。入院時
は瘻孔部にオムツをあてており腹部全体にびらんが見られた。皮膚保護、
排液量、臭気予防の点から、ストーマ装具を選択して皮膚障害は改善し
た。しかし腫瘍が増大して腹部の隆起することで、平面装具では 1日 3
回、1時間交換に要していた。何度か装具変更を行い、凸面装具と皮膚保
護剤で安定した。また装具交換する看護師が日々変わるため、患者の許可
を得て、装具交換の工程ごとに撮影した画像をパンフレットにして交換
した。その結果、交換日が 1～2日毎、30 分に交換時間が短縮した。その
ころから訪問看護を入れずに自宅で過ごしたい希望があり、夫の面会時
に合わせて、パンフレットと 2回の実践指導により 1週間で習得する。退
院後は自宅で 1週間過ごされ、再入院後 19 日目に永眠される。【考察】腫
瘍の増大で変化し難渋する瘻孔管理の中で、安定した装具交換方法が確
立したこと、スタッフと夫に対して可視化できるパンフレットを作成し
たことにより、統一したケアが提供でき、短期間で家族指導が行えたと考
える。【まとめ】終末期患者の腸管皮膚瘻管理は難渋し易く、また患者の
希望を叶える時間も限られている。短期間で安定した装具選択と家族指
導の援助が必要である。
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P3-23-7 ペットロスを体験したA氏が立ち直るまでの
職員の関わり～悲嘆のプロセスと照合して～

○
うめもと れ い こ

梅本 玲子、川上 靖浩、渡邉 きぬよ
国立療養所菊池恵楓園 看護部

【はじめに】A氏の可愛がっていた猫が昨年死亡した。ペットロスとなっ
た喪失の状況から約 2ヶ月が経過した頃から笑顔が見えるようになっ
た。この間、職員がどのような関わりをしていたのか、悲嘆のプロセスと
照合し検証したので報告する。【目的】A氏がペットの死で喪失体験し立
ち直るまでの経過で職員の関わりを明らかにする。【方法】1）職員へのア
ンケート調査及び聞き取り調査 2）1）の結果を悲嘆のプロセスと照合す
る。調査対象：当該部署看護師・介護員 19 名。【結果・考察】アンケート
の結果、ペットが亡くなった後A氏とどのような思いで接したかについ
ては「悲しくなるのではとの思いから猫の話題には触れずにいた」が 14
名と一番多く、また、積極的に猫の話をしたが 4名いた。A氏の悲嘆のプ
ロセスで職員の関わりを見ると、第 1段階のショック状態は「猫の話題に
触れて良いか解らず世間話しかしていない」「そっとしていた」「慰めの声
をかけた」等で、ペットの死を認識する第 2段階は「一緒に供養したい」
「こまめに話しかけた」であった。悲しみから逃れようとする第 3段階は
「一緒に墓を作った」「気が紛れるような会話の機会を多く持つ」、抑鬱状
態の第 4段階では「無理に話題をそらさず、話を聞く」だった。現実受容
の第 5段階は毎日の関わりを多く持ち、寂しい気持ちを分かち合い接し
ていた。A氏の状況に戸惑いながらも職員それぞれが試行錯誤していた
が、悲嘆のプロセスに則していた。【結論】職員はペットを失った当初ど
のように接してよいのかわからない状況であったが、経過と共にA氏の
反応を見ながら変化を感じ取り悲嘆のプロセスに応じた関わりをしてい
た。

P3-24-1 吸入を確実に行うことによるCOPD患者の
QOLの向上の検証

○
き む ら あ い

木村 亜衣、冨永 真須美、堺 弓子、木下 菜都子、
佐野 さとみ、井上 範子

NHO 福岡東医療センター 看護部

【目的】日本呼吸器学会のCOPDガイドラインでは、薬物療法の第一選択
薬は気管支拡張薬の吸入剤が推奨されている。当病棟でもCOPD患者に
吸入療法を行うことが多いが、再入院を繰り返す患者も少なくない。私た
ちは吸入療法が確実に継続できると、症状コントロールでき、再入院を繰
り返す患者が少なくなるのではないかと考えた。そこで患者へ吸入の必
要性の教育と吸入手技習得への援助を行い、患者の日常生活に及ぼす影
響を測定するためCAT（COPDアセスメントテスト）を用いて評価し、
患者のQOLの向上が図れるか検証した。【方法】当病棟入院中の吸入薬を
使用しているCOPD患者を対象にH25.10 月からの 6ヶ月間、パンフレッ
トによる指導とチェックリストを用いながら吸入手技を習得させ、吸入
指導開始時、退院前日、退院後の初回外来受診にCATを実施。【結果】吸
入指導前後の手技のチェックリストの点数は上昇した。また指導開始時
と退院前日のCATの比較では有意差（p＜0.05）を認めたが、退院後の
CATの点数は低下したが、有意差は認めなかった。【考察】患者の手技の
習得に対しては、チェックリストを使用した技術チェックを行い、確実に
手技の向上が図れた。またCATでも指導開始時と退院前日の比較では有
意差を認めておりADLの向上に関して効果はあったと考える。しかし退
院後のCATの継続的評価が出来ず吸入療法が確実に行えることが症状
の増悪をコントロールできたとは断定できなかった。しかし入院時に比
べ退院時、退院後のいずれにおいてもCATの点数の低下を認めており、
QOLの向上に寄与したと考えられる。【結論】吸入指導を行い患者が確実
に吸入を行うことで、QOLの向上につながった可能性がある。

P3-24-2 脱水状態を繰り返すA氏への水分摂取のアプ
ローチ～受け入れを頑なに拒む入所者への関
わり～

○
と も り

友利 みどり、平良 幸市、山本 農、富松 久美子
国立療養所宮古南静園 看護課

【はじめに】A氏は平成 24 年 7 月、脱水状態で体調不良となり病棟へ入
院、その後も数回入退院を繰り返した。A氏に水分摂取をするよう促す
が、「飲んでいるから大丈夫、心配するな」と干渉されることに対し不機
嫌となり、積極的な介入が出来なかった。A氏の水分摂取量を把握し介護
介入することで、脱水予防対策に繋がったので報告する。【研究目的】A
氏が必要な水分量が摂取でき、脱水予防が出来る。【対象者】男性（70
代）【期間】H25 年 5 月 7 日～6月 17 日【方法】1．24 時間の水分摂取量を
把握。（500ml ペットボトルを使用）2．水分チェック表を用い、一日の飲
水量を把握する。3．訪室回数を増やし、飲水への声かけを行う。4．訪室
時のA氏の言動を介護記録に記載する。【結果】ペットボトルを活用した
ことが訪室のきっかけとなり、水分摂取量の把握が可能になった。訪室回
数が増えたことでコミュニケーションを図ることが出来、水分摂取の援
助に繋げることが出来た。【考察】水分チェック表を使用することで、職
員が水分摂取量の把握ができ、水分援助に繋げることができたと考える。
毎日の関わりを通し、A氏の思いを理解しようとすること、積極的にコ
ミュニケーションを図ることで相互理解へと繋がり、介護介入の受け入
れの糸口になったと考える。【結論】1．A氏とコミュニケーションの場を
増やし関わることで、水分摂取の援助が可能となり、脱水予防に繋がっ
た。2．500ml ペットボトル、水分チェック表の使用で 1日の水分摂取量
を把握することが出来た。

P3-24-3 深部静脈血栓症に対する患者の予防行動促進
に向けた試みによる意識の変化～毎日DVD
を観ながら予防運動を実施して～

○
まつした や す こ

松下 靖子1、合田 愛1、山本 姫子1、小林 雅也1、大西 美佳2、
小笠原 あゆみ1

NHO 四国こどもとおとなの医療センター 整形外科1、
NHO 高松医療センター2

【目的】パンフレットと毎日DVDを観ながらDVT予防行動促進に向け
た指導を行う事で、DVT予防に対する意識や行動の変化を明らかにす
る。【方法】対象：研究期間中に同意の得られた整形外科手術を受ける
DVTリスクのある認知障害のない入院患者 16 名。期間：平成 25 年 11
月～12 月。指導前後に調査票で聞き取りを実施。質問毎の割合の比較、自
由回答の結果をコード化しカテゴリー分類をした。【結果】対象者：男性
6名、女性 10 名、平均年齢は 67.5 歳であった。指導前は、DVTという言
葉を聞いた事があっても予防法については 75％が知らなかった。又、
DVTを合併すると思わない患者は 63％であった。指導後は、歩行開始時
に調査を実施。全員がDVTについて理解していると回答し、DVTを合併
する危険性があると回答した患者は 88％であった。自主的に予防行動が
行えた患者は 100％で、理由として運動が簡単にできる・血栓症が怖
い・命に関わるので怖い等の 8カテゴリー。パンフレット・DVDを使用
して適切だと思った患者は 100％で、理由は動画がわかりやすい・繰り
返しみることができる・観ながら一緒にできる等の 7カテゴリーに分類
できた。【考察】パンフレットとDVDで指導した結果、DVTに対し危機
感を持つことで自ら積極的に予防行動に取り組めたと考える。また、毎日
一緒に実施することで継続して意識づける事に有効であった。【結論】1．
患者にとって簡易で具体的な指導と合併症に対する知識の理解は、患者
自らの予防行動の促進に繋がった。
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P3-24-4 妊娠中に継続的なフォローアップを行ったハ
イリスクケースの分析

○
お だ ぎ り と も こ

小田切 智子、八巻 和子、田中 恵子、森田 園子、
平野 真由美、石橋 みちる、小山 貴子、谷井 裕子、
市村 友希、加藤 眞紀

NHO 甲府病院 看護部

【はじめに】妊娠中の妊婦との継続的な関わりの中で、助産師は妊娠中の
セルフケアに関する保健指導とともに、潜在的な健康問題解決への支援
を行っている。通常、妊娠中に 3回の保健指導を実施しているが、様々な
リスクがあり妊娠、出産、育児に影響を及ぼす可能性のあるケースの場
合、継続フォローケースとして毎回の妊婦健診時に生活状況の把握を
行っている。今回、「継続フォローケース」とした 10 例の実態と妊娠中の
助産師の介入を明らかにしたので報告する。
【方法】医療記録の記述内容の分析
【結果】継続ケースとした理由は、初診の遅れや受診の中断（4名）、精神
科疾患の既往や精神的不安定さがみられる（5名）、既にいる子どもの養育
に問題あり（2名）、若年妊娠（2名）、前回の妊娠中のセルフケアの問題
（1名）であった。生活状況の把握とともに、ケアの焦点となったのは妊娠
継続、子どもを手元で育てるかどうかの意思決定（3名）、生活・経済的基
盤を整える（7名）、情緒面のフォロー（10 名）、精神科受診につなげる・
受診状況把握（5名）、家族の情緒的側面のフォローと役割調整（6名）で
あった。8名については妊娠中に地域へ情報提供・交換し、うち 3名は地
域と共同でケア提供を行った。10 例全例について一か月健診までフォ
ローを行った。母親自身のセルフケアや児の養育や成長発達の問題は見
られず、安定して育児を行うことができていた。
【考察】周産期に精神的な不安定さ、社会的リスクを抱える対象の場合、
育児をする上での困難さや虐待の要因となる場合もある。妊娠初期に問
題を明確化し、生活基盤や育児を行う環境を整える支援を、家族も含め行
う必要性が示唆された。

P3-24-5 ビデオ脳波同時記録を受ける患者への説明方
法の改善を試みて

○
ほ ん ま た か こ

本間 貴子、小林 南、長谷川 梨絵、斉藤 泰裕
NHO 西新潟中央病院 看護部（6病棟）

【はじめに】A病棟ではビデオ脳波同時記録検査（以下検査と略す）の説
明にパンフレットを用いていたが、イメージが付きにくく十分な理解が
得られていたとは言えなかった。そこで検査オリエンテーションビデオ
を作成し説明方法の改善を試みた。その後、患者や家族にアンケート調査
を実施した。【目的】検査説明に視聴覚効果を取り入れた説明方法が効果
的であったかを明らかにする。【研究方法】1．研究対象：検査を受ける患
者とその家族 2．研究期間：2013 年 12 月～2014 年 1 月 3．研究方法：検
査を受ける患者と家族に検査DVD（9分）とパンフレットで説明しアン
ケートを実施 理解度について 5段階で評価【結果】アンケートは 15
名に配布、回収 12 名 回答者：患者本人 7名、家族 5名「検査の目的の
理解」「検査室のイメージ」「電極装着のイメージ」「食事中のカメラの位
置」「ナースコールを押すタイミング」「マーキンングボタンの使用方法」
については「十分理解できた」「ほぼ理解できた」を合わせて 12 名が回答。
「持ち物について」「検査中の着替え・入浴について」「カーテンの使用方
法」「夜間照明の必要性」で「十分理解できた」「ほぼ理解できた」を合わせ
て 11 名。「不安は軽減できたか」については 9名が「はい」と回答。「ビ
デオの時間の長さについて」は 9名が丁度いいと回答。過去に検査を受け
た患者は口頭説明もしくは病棟見学のみの場合と比べての理解について
は 6名の内 5名が「十分理解できた」「ほぼ理解できた」と回答。【まとめ】
ビデオを検査説明に取り入れることによってイメージが付き不安が軽減
し効果的であった。しかしビデオやパンフレットだけでなく対話による
説明の補足も重要である。

P3-24-6 アクションリサーチ法を用いたASO患者へ
の看護介入の検討

○
つ だ ゆ い

津田 祐衣、吉田 恵里、堂田 彩乃、南 麻里子、村田 美穂、
酒林 久美子

NHO 金沢医療センター 看護部 南6病棟

【はじめに】閉塞性動脈硬化症（以下ASO）患者のQOLは、国民の標準
を下回るというデータがある。私達は、ASO患者のQOLの関わり方に疑
問に感じていた。今回アクションリサーチ（以下AR）法を用いて一人の
患者のQOLに着目した看護介入を行ったので報告する。【方法】期間：平
成 25 年 9 月～10 月 研究フィールド：A病棟 AR構成メンバー：病
棟看護師 データ：VascuQOLの結果と看護記録、カンファレンスの記
録分析方法：ARのプロセスを図にまとめる【対象】70 代女性 ASO
患者 慢性腎不全にて維持透析中【結果】以下の 3つのサイクルで示され
るプロセスが明らかになった。第 1サイクル）患者と看護師が意識統一を
し、改善策を探索した 第 2サイクル）精神面へのアプローチ不足と対策
第 3サイクル）精神的アプローチから明らかになった退院後への不安【考
察】1．ARのプロセス：QOLという視点から対象の問題を明らかにして、
改善策や介入方法を見出していくという、より個別性のある関わりと
なったことがわかった。2．チーム看護実践について：統一して看護介入
を行うことの困難さや、カンファレンスが効果的なものでなかったとい
う気づきから、患者のQOLに焦点をおいた看護介入を行うためにチーム
の意志統一の場としてカンファレンスを行うことが大切だと実感した。
3．QOLという視点について：VascuQOLという数値化された指標があ
ることで、看護師が対象の変化をチーム全体として共有することが出来
た。【結論】1）QOLという視点で個別性のある関わりができた。2）QOL
に着目した看護介入をチームで行うためにはカンファレンスが大切であ
る。3）VascuQOLを使用したことで対象のQOLに視点をおいて関わるこ
とができた。

P3-24-7 咽頭，喉頭放射線療法を受ける患者指導の実態
調査～看護師の必要性の認識と実践の自己評
価より～

○
さ さ き け ん た

佐々木 健太、内山 歩美、圓木 裕美、松原 沙樹、山口 雅江、
谷埼 高枝

NHO 金沢医療センター 南3病棟

【はじめに】現在A病棟には，頭頸部に対して放射線治療を行う患者への
統一した指導プログラムや，オリエンテーション用紙がなく，具体的な指
導内容や時期などは，独自の経験や知識を基に指導しているのが現状で
ある．また，指導内容にばらつきがあり，効果的な指導実践ができていな
いのではいかと予測した．今回A病棟看護師の患者指導の必要性の認識
と実践の実態について調査したので報告する．【対象】同意の得られたA
病棟看護師 28 名【方法】指導の必要性の認識では，各項目において「知っ
ている」「知らなかった」，指導の実態（実践）では，「実践している」「実践
していない」で回答してもらう．指導の必要性の認識はあっても実践でき
ていない項目の背景では，独自に作成した 5つの選択肢の中から自己評
価を行った．【結果、考察】1～2年目は認識，実践ともに低い割合となり，
また放射線治療患者を受け持った経験の少ない看護師も認識，実践とも
に低い割合となった．放射線治療を受ける患者と多く関わった看護師で
は経験を重ねることで認識，実践の割合は高くなる．この結果から経験の
少ない看護師への勉強会の実施，放射線治療を受ける患者と関わる機会
をより多く設けていく必要がある．実践していない背景から指導の充実
化のために，オリエンテーション用紙，クリティカルパスの導入が今後必
要となる．【まとめ】当病棟での放射線治療患者に対する看護の認識，実
践の現状が経験年数別に明らかとなり，今後は知識，技術の統一化，患者
指導の充実化を目指し，勉強会の開催やオリエンテーション用紙を作成
し，クリティカルパスの導入を視野に入れ，病棟全体で取り組んでいく必
要がある．
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P3-25-1 生活リズム障害の高齢者へのケアプロトコー
ルを用いた看護～良質な睡眠と心地よく入院
生活を過ごしてもらうために～

○
はやかわ じゅん

早川 潤
国立長寿医療研究センター 南1病棟

はじめに 睡眠薬使用や活動量増加で睡眠状態が改善する事が本人に
とって決して満足感を得ながら過ごせているとは限らない。今回生活リ
ズム障害のある患者への事例を通して良質な睡眠と心地よく入院生活を
過ごせる支援の在り方について考察する。患者紹介 83 歳男性。大脳基底
核変性症。胆嚢炎の治療目的にて入院。夜間不眠。日中傾眠している。倫
理的配慮 対象者への研究参加の説明と同意のもと、心身の負担・苦痛
が無いように本人の意向にそって実施した。個人が特定されないように、
プライバシーが保護されている。看護の実践 ケアプロトコールを用い
て、生活リズム表にて 48 時間観察後に看護計画立案、計画実施。再度、
生活リズム表にて 48 時間観察をして評価・計画修正を実施した。車いす
での活動増加、日光で起床できるように環境調整、整容の促しなどの看護
介入を本人の意思を確認しながら実施した。結果 1．睡眠 2時間程度の
延長、日中傾眠が減少し、睡眠剤を使用せず良眠できた。2．2時間程度の
座位が可能となり耐久性が向上した。3．生活意欲に対する発言量増加、
睡眠に対する満足感の発言量が増加した。考察・結論 今まで不眠に対
しては睡眠薬で対応する事が多く、それで解決することもできていた。今
回の症例において、生活リズムを整えるケアを行うことや本人意向を確
認し、尊重した関わりを行う事により活動量も上昇し、睡眠状態も改善す
る事が出来た。また睡眠状態の改善だけでなく意欲も向上した。このこと
から、入院という限られた生活においてでも、睡眠障害のある高齢者が充
実して入院生活が送ることが出来るようにケアする事が重要であると考
える。

P3-25-2 心臓血管外科術後患者に対する術後睡眠導入
剤についての検討

○
はんじょう な ほ

繁昌 奈帆1、荒木 優花1、高橋 美香1、金井 久人1、田村 仁実1、
鴇田 美奈子1、笹生 正樹2、盆子原 幸宏2、東館 雅文2

NHO 横浜医療センター 看護部 西6病棟1、
NHO 横浜医療センター 心臓血管外科2

はじめに
当院では心臓血管外科術後患者の精神的な不安からくる入眠障害に対し
て、術後入眠導入剤としてベンゾジアゼピン系（BZO系）薬剤を使用し
てきた。しかし、BZO系薬剤では習慣性、依存性があるため、心臓血管
外科では 2013 年 4 月より“習慣性医療品”には指定されていないラメル
テオンを使用している。今回、ブロチゾラムからラメルテオン投与に変更
したことについての臨床的評価を行った。
方法と対象
2012 年 4 月から 2014 年 3 月の期間に、術前に抗不安薬や眠剤の投与が

行われていない心臓血管外科手術患者において、術後入眠剤としてブロ
チゾラムを投与した群 47 例（B群）、ラメルテオンを投与した群 61 例
（R群）に対して、別の入眠剤もしくは鎮静剤の追加投与、退院時の継続
処方の希望の有無について比較検討した。
結果
B群 47 例中、追加鎮静剤投与 3例、退院時処方継続が 5例、R群 61

例中、追加鎮静剤投与 0例、退院時処方継続が 3例であった。
考察
ラメルテオンはメラトニン受容体に選択的に結合して薬理作用を発揮
し、患者の体内時計を整え、より自然な睡眠を誘導する薬剤であり、BZO
系薬剤と異なり常習性がないことが特徴的である。心臓血管外科手術後
の睡眠導入剤として、ラメルテオンをブロチゾラムと比較した結果、ラメ
ルテオン単剤でも十分な術後の入眠効果が得られた。また、退院後の追加
処方の希望も少なく、常習性のない安全かつ有効な術後入眠剤となりう
る可能性が示唆された。

P3-25-3 アロマテラピーによる睡眠導入剤の減量への
効果

○
た む ら めぐみ

田村 愛、松村 亜希子、藤井 友美、森 由香里、池田 恭子、
中原 雅美、高山 佳代子、中野 早苗、藤津 京子

NHO 関門医療センター 5B病棟

【研究目的】睡眠導入剤を内服している患者に対しラベンダーオイルによ
る睡眠導入援助を行い、睡眠の満足度の向上及び睡眠導入剤の減量を検
討する。【研究方法】A病棟に入院している JCS : 0～1－1 の患者のうち、
入院後から睡眠導入剤を内服している患者 10 名にアロマテラピー（消灯
1時間前にガーゼにラベンダーオイルを 2滴浸透させ枕元の左右に置く
入眠援助 以下アロマテラピーと略す）を行い睡眠に関するアンケート
を導入後 7日間実施。アロマテラピー前後の睡眠状況を症例毎に比較し、
睡眠の満足度や睡眠導入剤の減量の効果を検討した。【結果】5名（50％）
が 1～4日間睡眠導入剤使用日数を減少できた。入眠状況では、眠れた日
が開始前 1.8～2.8 日が開始後 3～5.2 日増加し、対象者全員が開始後入眠
できた。睡眠時間では、開始前 4.9～5.4 時間が開始後 5.6～6.1 時間に延長
した。中途覚醒回数では、開始前 2.3 回が開始後 1.8 回に減少した。睡眠
に関するアンケートでは、アロマテラピー開始後 5名（50％）が「すぐに
眠れるようになった」と回答した。【考察】対象者のうち 5名（50％）は、
睡眠導入剤の使用日数を減らすことができたことから、消灯 1時間前に
ラベンダーを吸入したことでリラックス効果を得ることができ、入眠促
進や睡眠時間延長に繋がったと考える。また、アロマテラピーがもたらす
作用が睡眠の満足感の向上に繋がり睡眠の質が高まったと考える。【結
論】鎮静作用・リラックス効果のあるラベンダー用いたアロマテラピー
を行い、睡眠環境を整えることで個人差はあるが入眠時間の短縮や睡眠
時間が延長し、睡眠に対する満足感を上げることに繋がった。

P3-25-4 木酢液・アロマを用いたオムツ交換時の消臭
の取組み～患者に焦点を当てて～

○
ふ る た ゆ い

古田 優依
NHO 千葉医療センター 5階東病棟

【目的】
当病棟は高齢患者が多く、床上排泄を余儀なくされる場合が多い。排泄に
よる不快臭の除去は、患者のQOL向上に重要であると考えた。そこで木
酢液・アロマの消臭スプレーを使用した消臭効果・臭気判定への取組み
について報告する。
【期間】
平成 24 年 8 月～平成 26 年 4 月
【研究方法】
オムツ装着患者または家族の計 13 名、看護師計 4名に（1）排泄後消臭ス
プレー未使用時（2）排泄後消臭スプレー使用時の 5分後・10 分後の臭気
判定（6段階臭気強度表示法、9段階快・不快度表示）を行う。本研究は、
協力の同意が得られた場合のみ実施し、プライバシーの保護に配慮した。
【結果および考察】
6段階法・9段階法の患者・看護師平均値より、消臭スプレー未使用時と
比較し使用時 5分後・10 分後はともに改善がみられた。消臭スプレー使
用後に評価が改善したため消臭効果が認められたと考えられる。看護師
平均値においては患者平均値よりも数値が上回った。これは、床上排泄を
繰り返すと順応性が生じ患者自身が臭気への苦痛を感じにくくなるた
め、患者評価には大きな差がなかったと考えられる。
臭いの質は機器で検知できるような客観的なものでなく、人の鼻と脳で
検知する主観的なものである。そのため患者と看護師が同時に官能評価
を行えたことは有用であったといえる。
【結論】
結果より臭いの感覚の強さ、臭いの許容が明らかになり、臭気における療
養環境が改善された。
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P3-25-5 足に乾燥のみられる患者への酢リンス液を用
いた足浴の効果

○
お か だ あ さ み

岡田 麻美、鈴木 春菜、星 福子、倉金 美月
NHO 仙台西多賀病院 看護部

【はじめに】当病棟では足の落屑やかさつきが目立つ高齢患者が多いた
め、乾燥による皮膚トラブルを防ぎ、感染予防・清潔を保持したいと考え
た。手浴後の酢リンス液浴により保湿効果が得られた文献報告に興味を
持ち、酢リンス液を用いた足浴の保湿効果を追研究し検証したので報告
する。【目的】酢リンス液を用いた足浴を行い、保湿効果を明らかにする
【方法】1，文献で効果を認めた酢リンス液（0.75％濃度、穀物酢 15ml
と温湯 1985ml を混合）を使用 2，足に乾燥を認める 70 歳以上の患者 6
名に、踝から指先まで洗浄し水分拭き取り後、右足を酢リンス液、左足を
温湯に 5分間浸す。水分拭き取り後保湿計で水分量を測定。足浴後の皮膚
生理機能の変化を評価表と写真撮影で観察した。【結果・考察】A群（3
日連続し実施）：3名中 1名は両足共に水分量が増加したが、2名は実施
前と比べわずかに上昇または変化がなかった。平均値の比較では実施前
と比べ 3日目は両足共に水分量は増加したが、酢リンス液浴と温湯で大
差はなかった。B群（週 1回で 3回実施）：D氏は酢リンス液・温湯とも
に水分量が増加した。E氏はともに実施前と比較し水分量は増加したが、
ばらつきがみられた。F氏はともに水分量に明らかな差を認めなかった。
平均値では、実施後の結果において水分量の上昇を認めたが、酢リンス液
と温湯に大差はなかった。A・B群双方の患者で両足共に落屑や臭気が軽
減し、実施前後の写真比較では、両足のかさつきは軽減し血色の改善を認
めた。酢のもつ剥離・溶解効果や消臭効果により、清潔の保持・感染の予
防には有効であったと考える。【結論】本研究では酢リンス液に保湿効果
との明らかな関連はみられなかった。

P3-25-6 ナイロンタオルと泡の洗浄による入浴前後の
皮膚水分量の比較

○
ひ め の

姫野 めぐみ、古澤 優子、田中 知子、江森 千賀子
NHO 兵庫中央病院 東1病棟

【目的】ナイロンタオル（以下タオル）と泡による洗浄方法を比較し皮膚
へ及ぼす影響について調査する【方法】1．同意を得た入院患者 31 名にタ
オル洗浄 1回泡洗浄 3回実施 2．タオル洗浄と泡洗浄時に爽快感・肌触
り・満足感について聞き取り 3．入浴前・直後・1時間後に測定器を用い
て皮膚水分量（以下水分量）を測定し平均値を比較【結果】タオルと比較
し泡の洗浄が直後 4～17％、1時間後 5～14％の割合で水分量が高かっ
た。直後と 1時間後を合わせた平均では、タオル 31％泡洗浄 1回目 26％
2 回目 32％3 回目 39％と回数を重ねるごとに水分量が増えた。聞き取り
は 5点満点の平均で爽快感はタオル洗浄 3.8 泡洗浄 3.4、満足感はタオル
洗浄 3.8 泡洗浄 3.2 とタオル洗浄の点数が高く肌触りは双方 3.5 だった。
【考察】泡洗浄がより水分量が高かったのは皮脂膜を過度に除去すること
なく、皮膚の保湿とバリア機能を維持しながら洗浄しているためと考え
る。一般に入浴後 1時間で水分量は急速に低下すると言われるが、泡洗浄
では 1回目より 3回目に水分量が保てており、タオルに比べ入浴後の保
湿効果があると考える。当病棟は乾燥から痒みなどを起こす患者や褥創
リスクの高い患者が多い。聞き取りではタオル洗浄の評価が高かったが、
こすり洗いは皮脂膜を過度に除去しドライスキンを誘発する一因になり
愛護的に行う泡洗浄が望ましいと考える。洗浄方法による皮膚への影響
について今後も経過を観察し、患者の満足度に配慮し洗浄方法を検討し
ていく。【結論】入浴前後の水分量の調査で泡洗浄において、入浴後の水
分量は高かった。聞き取りではタオル洗浄が爽快感、満足感において高
かった。

P3-25-7 小児の前腕に点滴留置する場合の点滴固定法
の検討～点滴固定による皮膚トラブルゼロを
目指して～

○
う や ま ふ み え

宇山 史恵、今井 みどり、中村 ひとみ、横山 せつ子、
務台 麻美、宮澤 明美、犬飼 眞由美、竹内 理恵、宮島 明日香

NHO まつもと医療センター 中信松本病院 小児科病棟

はじめに 当院小児科病棟では、シーネを使用せず、行動に支障が少ない
前腕での点滴留置を試みている。しかし、前腕留置による圧痕形成を含む
皮膚トラブルの件数は増加傾向にあった。そこで前腕に留置しても皮膚
トラブルが発生しない固定方法の見直しが必要であると考え検討した。
その結果、点滴固定による皮膚トラブルの件数が減少したことを報告す
る。研究方法 1．研究対象者：シーネ固定をしない前腕での持続点滴施行
中の患児 448 名 2．研究期間：平成 25 年 4 月～11 月 3．データ収集方
法：前腕留置の固定方法を再検討し、抜針時圧痕形成など皮膚トラブル
の有無を確認する。結果 圧痕形成の原因は、留置針とエクステンション
チューブの接続部に強い圧迫がかかっていたためであった。そこで、刺入
部への圧力を分散する固定へ変更した。その結果、平成 25 年度の皮膚ト
ラブルは前年度に比べ半分以下に減少した。考察 刺入部と接続部の圧
迫を軽減したことで、圧痕形成を予防できた。固定テープを減らしても適
切な固定方法により、接続外れや自己抜去などがなく安全性を保つこと
ができた。今回の取り組みにより、刺入部への圧迫を軽減しながら安全に
固定ずることができたと考えられる。結論 1．刺入部や接続部への圧迫を
軽減することで圧痕形成を予防できる。2．確実な輸液管理を行う事で、
皮膚トラブルを防ぐことができる。3．シーネを使用しなくても固定方法
の工夫により自己抜去を防ぎ、安全性も保つことができる。

P3-26-1 ポジショニングによる姿勢バランスの改善
～体圧測定器使用にて体圧の変化を知る～

○
い は た ま え

伊波 珠枝、砂川 留美子、與那覇 真奈美、中本 恵
国立療養所宮古南静園 看護課

【はじめに】A氏は、左片麻痺・言語（構音）障害があり、ADLは全介助
を要する。右手で体位を固定している枕やクッションを取り除き不安定
な体位になる。今回、A氏のポジショニングを見直し、安楽な良肢位の保
持、姿勢バランスの維持に繋げられたので報告する。【研究目的】体圧・
筋緊張を軽減させ、良肢位を保つ事で体幹の歪みをなくし、安楽な姿勢を
保持できるポジショニングの方法を探る。【対象者】A氏、男性 80 代【方
法】1）体圧測定器による体圧測定。2）理学療法士によるポジショニング
の学習会。3）新たなポジショニングの写真撮影、ポイントを記入。分析
方法：1）圧値の評価。2）姿勢バランスの評価。【結果】介入前のポジショ
ニングで、各部位の平均は、左側臥位で 30mmHg以上。左肩関節部は 51
mmHg。介入後は、各部位とも軽減。特に左肩関節部は、17.2mmHgまで
減圧。ベッド上でのポジショニングや車椅子乗車時のクッション・枕等
の使用により、身体が傾く事が少なくなり日中でも午睡をし、同一体位を
保つことができ、指でOKサインを出すようになった。【考察】A氏が、
枕やクッションを外し不安定な体位になっていた要因は、肩にかかって
いる部分圧を取り除くための行動であったと推察できる。A氏のように
自力で体位交換が不可能な場合、身体のずれや拘縮・筋緊張を招いてし
まう。今回、理学療法士の協力を得、A氏のポジショニングの見直しや視
覚化による手技の統一で良肢位の保持・安楽な姿勢を保つことができた
と考える。【結論】1．体圧測定器の活用は、安楽な姿勢保持に有効。2．
統一したケアを行うには、視覚的に手順を提示し確認することが効果的。
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P3-26-2 搬送用人工呼吸器を使用した入浴の実際～当
院での導入過程と活用方法について～

○
みやもと よしかつ

宮本 慶克、山本 孝、鍵谷 三枝子、宮地 隆史、住元 了
NHO 柳井医療センター 看護部 神経内科 2階病棟

【はじめに】
当院では人工呼吸器患者の入浴は医師がバッグバルブマスク（以下BVM
と略す）を用いて換気を補助し入浴介助を行っている。しかし、BVM
を入浴中も安定してもみ続けることは難しく、吸気量がばらつき換気が
不安定になる。この状況を改善するため当院でも搬送用人工呼吸器（以下
パラパックとする）を導入することとした。パラパックを使用した入浴介
助の方法についてはすでに他院でも行っている取組みであるが、当院の
浴室の構造や入浴方法に合わせた工夫を行った。また現状の入浴介助の
動きを繁雑にさせず、且つ安全に行うことを考慮しながら導入したので
その結果を報告する。
【方法】
1．対象：当院神経内科病棟における人工呼吸器装着中の患者 6名 2．方
法：パラパックを使用した入浴を行うことの同意を得て試験的導入。試
験的導入過程での問題点を改善しながらパラパックを使用した入浴介助
体制を確立する。
【結果】
当院の一連の入浴にかかる動きを繁雑にさせないために酸素ボンベを取
り付けた点滴スタンドにパラパックを設置し、病室から浴室・浴槽まで
そのまま移動するようにした。またフィルターや蛇管の防水に配慮した。
換気設定は患者毎同一とし機器に明示した。導入後患者からは「（BVM
より）こっちの方が楽」という声が多く聞かれた。
【結論】
BVMによる不安定な補助換気より搬送用人工呼吸器を使用し、同一設定
でも確実な換気を行った方が患者の安楽な入浴につながる。また、現状の
入浴介助の動きに合わせて取り入れたことでスムーズな導入ができた。

P3-26-3 排尿自覚刺激行動療法による尿意の回復を目
差して―尿意を訴えない認知高齢者への排泄
援助―

○
な か そ ね た く や

仲宗根 拓也、大城 優子、上地 ゆかり、花城 嘉伸、
崎浜 ひとみ、平良 ひとみ

国立療養所沖縄愛楽園 第一不自由者棟

【はじめに】当園の第 1不自由者棟では認知症の進行により、尿意を訴え
ない入所者に対して、一律に定時誘導を行い、排泄パターンを掴みきれず
失禁を繰り返していた状況がある。今回高齢者の心理・認知面に働きか
けて排尿の自立を促す「排尿自覚刺激行動療法（prompted voiding :
PV）」（以下 PVと略す）を実施することで、尿意が回復するのではないか
と考え、研究に取り組んだので報告する。【目的】PVにより尿意が回復し、
トイレでの排泄ができ尿失禁が改善されることを検証する。【方法】期
間：H25 年 7 月～9月。対象：膀胱機能が正常で、日中トイレ誘導を行っ
ている重度の認知症高齢者 2名。方法：膀胱機能調査、排尿日誌作成、泌
尿日誌による月毎の評価【結果】排尿日誌から把握した排泄パターンに
沿って誘導時間を決め、本人の尿意を尊重し誘導を実施した結果A氏は
尿意の回復は見られなかったが、失禁率は 7月が 46％、9月は 28％に減
少し改善した。B氏は尿意の訴え、失禁率は共に明確な改善はない。【考
察】A氏の失禁率が改善されトイレでの排泄に要する時間が短縮出来た
事は PVの効果の一つと考える。B氏はオムツでの排泄が当たり前とい
う意識を改善することが出来なかった為、トイレでの排尿に至らなかっ
たと考えられる。【結論】1．重度の認知症患者への PVによる排尿援助は、
今回尿意の回復迄には至らなかった。2．膀胱機能評価を行い個々の排泄
パターンを把握したうえで、統一したケアを行う事で尿失禁率が改善出
来る。3．ケア次第で現状より好転する事を念頭に置いて、トイレで排泄
出来るよう援助する事が、生活の質の向上に繋がる。

P3-26-4 入所者への運動機能低下予防の取り組み～ロ
コモーショントレーニングを取り入れて～

○
ほ し な み は る

保科 海美、佐藤 光子、石川 正子、高橋 有子、主藤 達弥、
佐々木 千惠子、山田 裕喜江

国立療養所東北新生園 第2メープルケアセンター・治療棟

【はじめに】レクリエーションの参加率が減少してきたため、入所者へイ
ンタビューした結果、体力や筋力低下に不安を感じていることが分かっ
た。そこで、無理のないように身体の衰え予防の運動ができ、活動範囲を
拡大できるものはないかと考え、ロコモーショントレーニング（以下ロコ
トレ）を取り入れた。その結果、運動機能低下の予防につながったので報
告する。【目的】ロコトレを取り入れて入所者の運動機能の低下を予防す
る【研究方法】1．研究期間：平成 25 年 7 月～平成 25 年 11 月 2．対象：
ロコトレに参加した入所者 5名 3．方法：1）ロコトレについて PT・OT
より研究メンバーに指導 2）看護職員の学習会・入所者への説明 3）ロ
コチェックの実施 4）ロコトレを毎日 30 分 3 ヶ月間実施 5）ロコトレ
前と 3ヶ月後のインタビュー・体力テスト結果を数値化して比較【結果】
ロコチェックの結果、5名全員がロコモティブシンドロームの可能性があ
ると分かった。3ヶ月後の体力テストの結果は片足立ちテストでは 5名全
員の秒数が増え、立ち上がりテストでは 2名が同年代相応になり、バラン
ス能力が向上した。「歩行が楽になり一人で歩く自信がついた」「姿勢が良
くなりつまずきが減った」「皆でやるのが楽しく、よく眠れるようになっ
た」という意見があった。【考察】ロコトレを継続することは、歩行時の
姿勢やバランスが良くなり、運動機能低下の予防に効果があったと考え
る。また、歩行に対する不安についてもロコトレにより軽減することが出
来た。【結論】ロコトレは歩行に対する不安の緩和や自信につながり、運
動機能の低下を予防できる。

P3-26-5 意欲低下のある認知症高齢者への個別レクリ
エーションの展開―音楽療法・回想法をとり
いれたレクリエーションの効果―

○
ひ ら お ひ と み

平尾 仁美、長田 佳代、宇都 実穂、川部 順子、新上 仁美
国立療養所長島愛生園 老人・精神センター病棟

【目的】日常生活や集団生活への反応が乏しい患者に対し、回想法・音楽
療法を行い、患者の反応をデータ化、分析することで、その効果を明確に
する。【対象条件】1）集団レクリエーションへの反応が弱い 2）障害老人
の日常生活自立度ランクC3）自室・自室外両方でのレクリエーション参
加が可能。この条件を満たす患者 3名。【方法】1）患者の昔の職業・趣味
活動の情報収集 2）個別レクリエーションの実施 3）活動評価表、N式老
年者用精神状態尺度を用いたレクリエーションの実施状況・患者の変化
の評価【結果】［音楽療法］A氏、B氏は曲に合わせて歌ったり、手拍子や
ばんざいをする様子が見られた。曲名を尋ねると題名までは出てこない
が、「知ってる」と答えた。［回想法］看護師が傍にいる間は、表情・口調
ともに穏やかになり、昔話をすることもあった。一方で側を離れると再度
大声や不安の訴えがみられ、看護師の声掛けに対しても荒い口調で返す
様子がみられた。［NMスケール］3名とも開始時、終了時共に変化はみら
れなかった。【考察】1）レクリエーションの間は笑顔や自分から話したり
歌を歌う様子がみられ、音楽療法や回想法により安心感、幸福感が得られ
たと考える。2）看護師が側を離れると大声を出すなど、不安に繋がった。
今後は、個人にあった情報収集を行える方法を模索し、個別レクリエー
ションに活かしていくことで、安心感と幸福感を持って生活できる環境
を整えることが大切である。【結論】1）回想法・音楽療法により、安心感
を与えることは可能だが、長時間持続しない。2）回想法・音楽療法をよ
り効果的にするには、残存記憶にはたらきかけることが必要である。
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P3-26-6 酸素療法を受けている呼吸器疾患患者の食事
動作に伴う動脈血酸素飽和度の変化について

○
し ら ど まい

白土 舞、清水 綾子、近江 優紀、平根 美紀、川又 優希奈、
大谷 恵、関口 智子

NHO 茨城東病院 看護部

【はじめに】酸素療法を受けている呼吸器疾患患者は酸素化が不十分で日
常生活動作によって経皮的動脈血酸素飽和度（以下 SpO2 と記す）の低下
を招くことがある。今回、食事動作と SpO2 に着目し、SpO2 値の低下を
招く要因として、食事中の動作も関係しているのではないかと考え、どの
ような動作が SpO2 を低下させる要因となるのか調査した。【目的】食事
動作と SpO2 値の変化を観察し、どのような時に SpO2 が下がるのかを検
証し、その結果から食事動作に伴う患者への身体的負担を軽減させるた
めの援助に繋げていく。【対象および方法】対象：酸素療法中の呼吸器疾
患患者で、常食を経口で自力摂取可能な患者 2名とした。方法：食事中の
状態をビデオで撮影し、SpO2 値の変化や食事動作を観察する。【結果】A
氏：食べ物を口に運ぶ動作を 1分間に 16 回行った後に SpO2 値が 3％
変動した。B氏：一口量が多く、2分半休むことなく食事を続けたときに
SpO2 値が 4％低下した。【考察】日常生活動作の中で食事は歩行や入浴等
の生活動作よりも比較的軽度な動作と考えられている。しかし、上肢を拳
上して行う動作、上肢の反復動作、息を止める等食事に関連した動作は
SpO2 値低下を誘発しやすい動作として挙げられる。また、呼吸器疾患患
者は健常者と比べ、基礎代謝量が多く容易に低酸素状態に陥りやすくな
る。食事を摂取する前に体位調整や食器の配置調整の動作を患者が行っ
た結果 SpO2 値の低下がみられ、食事の準備段階で身体的負担が生じて
いた。【結論】1．上肢拳上や上肢の反復動作は SpO2 値を低下させる要因
となった。2．食事準備の動作でも SpO2 値の変動がみられた。セッティ
ング後呼吸調整をする必要がある。

P3-26-7 誤嚥性肺炎患者のケアの統一―標準化した看
護を目指して―

○
し か の じゅんこ

鹿野 淳子1、徳永 恵子1、大峠 仁美1、大坂 彩夏1、
濱崎 美津代1、古谷 玲奈2

NHO 浜田医療センター 5階南病棟1、NHO 福山医療センター2

【目的】病棟に勤務する全看護師が誤嚥性肺炎患者へ標準化した看護ケア
を提供できるようになることを目的に講義を行い、講義実施前後の知識
と技術の変化を明らかにする。【方法】知識を測定するためのペーパーテ
スト（離床・口腔ケア・吸引・食事介助）と実技テスト（口腔ケア・吸
引・食事介助）を計 3回実施した。【成績】実技テストに関しては 3回行
うことで平均正答率が 80％から 90％台に上昇した。ペーパーテストに
関しては 1回目から平均正答率が低く、各項目によってばらつきがあっ
た。3年目以上・以下での経験年数別平均正答率には大きな差はなかっ
た。【考察】本研究を行なった結果、実技テストについては、1回目から標
準化した看護の提供が行えていると考えられる。ペーパーテストで測定
した知識に関しては実技テストに比べて平均正答率が低い現状にあっ
た。これは根拠が明確になっていなかったと考える。講義や自己学習によ
り看護手順に基づいた看護を行った結果、標準化した看護ケアの提供が
できるようになったと考えられる。実技テストに関してはどの項目も回
数を重ねるにつれて正答率が上昇していることは日頃から行う技術であ
り、回数を重ねるにつれて技術が熟練されると考える。経験年数別では正
答率の大きな差はなかった。また、正答率が経験年数によって差がないこ
とから、講義の内容は対象者に関係なく一律の内容で問題がないと考え
る。【結論】1．講義を受けることで標準化した看護ケアが提供できるよう
になった。2．経験年数別で大きな差はなかった。

P3-27-1 機会教育の計画に活かす集合教育の評価―作
成したOJT評価表を使用して―

○
やまもと じゅんこ

山本 純子、門脇 徹、永井 早紀
NHO 松江医療センター 看護部・教育研修部

【はじめに】新人看護師研修の目的は、看護実践者としての基本的な能力
を身につけることである。看護師個人の看護実践能力を「ACTyナース看
護実践能力到達度評価表」（以下ACTyナースと略す）で評価している。
しかし、研修の目的、到達目標に対する評価という認識は薄いため、研修
の評価は、研修直後の学習者の理解度や運営に対するアンケート結果で
評価していた。そこで、「ACTyナース」の中の、新人看護師研修に関連
する評価項目のみを抜粋した「OJT評価表」を作成し、これを研修の到達
度評価と機会教育の計画に生かすことが出来たのか調査したので報告す
る。【目的】新人看護師研修の到達度評価を活かした機会教育の計画が出
来る。【方法】1）研修計画書の到達目標は集合教育と機会教育それぞれの
到達レベルを明確にする。2）看護師個人の看護実践能力を「ACTyナー
ス」で評価する。3）作成した「OJT評価表」を使用して、研修の到達目
標に対する新人看護師個人の到達度を各部署で評価する。4）研修の到達
目標を踏まえた機会教育の計画ができたのか、教育委員に聴き取り調査
を行う。【研究期間】平成 26 年 1 月～平成 26 年 5 月 9 日【結果】1）新人
看護師研修の到達度を各部署で評価した。2）「OJT評価表」の評価をふま
えて、機会教育の計画が立てられた。【考察】研修計画では集合教育と機
会教育それぞれの到達目標を明確にし、到達していなければ機会教育で
補う必要がある。「OJT評価表」による研修の到達度評価は、機会教育を
行う上での指標となった。【結論】1）研修計画で示した機会教育の到達目
標と評価方法は、機会教育の指標となった。2）「OJT評価表」は、研修成
果の評価として活用できた。

P3-27-2 所属看護師長と教育担当看護師長の連携によ
る新人看護師に対する支援～教育担当看護師
長と新人看護師の面接を通して～

○
かめたに じゅんこ

亀谷 純子、野口 美穂子、石倉 恵子、菅原 律子、池田 正代、
信田 美幸、梅田 正宗

NHO 相模原病院 看護部

【はじめに】新人看護職員研修ガイドラインでは、「新人看護職員の不安を
緩和するために、職場適応のサポートやメンタルサポート等の体制作り
が必要である。」と支援体制の構築を示唆している。当院では、教育担当
看護師長が新人看護師に年 2回の面接を実施している。新人看護師の抱
えている問題は、人間関係に関する悩みが最も多かった。それに対し所属
看護師長と教育担当看護師長が情報共有し、連携しながらメンタルサ
ポート及び支援体制の改善を行ったので報告する。【方法】1．調査対象：
新人看護師 25 名と所属看護師長 10 名 2．調査時期：平成 25 年 4 月 1
日～平成 26 年 3 月 31 日 3．調査方法：アンケート調査【結果】新人看護
師は、面接の有効性に関する質問 3項目のうち「悩んでいることを話すこ
とができた」「気持ちに変化があった」に関しては、「あてはまる」「ややあ
てはまる」が 92％、「面接の必要性」に関しては 73％であった。所属看護
師長に教育担当看護師長と新人看護師の面接の効果を、新人看護師と同
様のアンケート調査を実施した結果、3項目全て「あてはまる」「ややあて
はまる」が 100％であった。【考察】教育担当看護師長の面接は、新人看
護師の抱えている問題を表出でき、メンタルサポートに有効であった。ま
た、所属看護師長と教育担当看護師長が情報共有する事で、面接を意図的
かつ効果的に行うことができ、自部署で潜在化している問題を表面化さ
せ、客観的かつ多面的に評価し、支援体制の改善を行うことができたと考
える。今後も、所属看護師長と教育担当看護師長が連携し、新人看護師の
抱える問題を分析・検討して、早期に支援体制の改善に取り組む事が必
要である。
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P3-27-3 重症心身障害児病棟における新採用者教育計
画案の検討教育クリティカルパスの作成

○
たましろ ゆ み え

玉城 由美恵、比嘉 理恵美、島袋 美智代
NHO 琉球病院 看護部

目的
2011 年より使用している当病棟における新採用者教育計画案の活用と問
題点について検討し、新卒者に活用できる教育プログラムを整備する。
方法
1．2013 年の新採用者（既卒者）の教育計画案を活用しその問題点を明ら
かにする。
2．教育クリティカルパスを作成しその効果を病棟スタッフへ聞き取り調
査
3．新卒者教育クリティカルパスを作成
結果
1．問題点：既存の教育計画案の問題点をカテゴリー化した。1）様式 2）指
導の状況 3）病棟スタッフの役割 4）プリセプターの役割の 4つが挙げら
れた。
また、プリセプティーより与薬時に不安があることがわかった。
2．教育クリティカルパスを活用しての効果
1）用紙のサイズを大きくすることで文字が見えやすくなった。与薬ファ
イルに写真を貼ることで利用者の名前が覚えやすく不安が軽減した。
2）指導内容のほかに集合教育、機会教育、業務担当、プリセプター自身
の役割を追加したことで育成システムの全体の流れが把握できた。
3）チェック方式にしたことで、プリセプティーや他のスタッフとの確認
がしやすくなった。
4）病棟全体で活用できた。
3．新卒者教育クリティカルパスを作成
1）基礎看護技術の項目と処置技術を追加する。
2）抑制に対するリアリティーショックを最小限にする。
3）オリエンテーションを多職種で分担する。
以上を追加項目とし活用して評価する。
結論
1．病棟全体でサポートするためには、支援体制、新人教育システム全体
の進行状況や今後の予定などが一目でわかるクリティカルパス方式は、
教育計画案には適している。
2． 作成した新卒者教育クリティカルパスを活用し評価する必要がある。

P3-27-4 新採用5年未満の看護師の行き詰まり感と継
続意志

○
せのうえ みどり

瀬上 緑、開田 美和子、柴田 理枝
国立療養所菊池恵楓園 看護部

【はじめに】A園は看護の対象となる患者が生涯を園で過ごす。そのため
新採用 5年未満の看護師は、他の医療機関とは違う患者や職員との人間
関係に行き詰まっているのではないかと考え、それらを対象に行き詰ま
り感と仕事の継続意志を調査し、看護師長としての関わりの示唆を得た
ので報告する。【研究方法】調査対象：就職 5年未満の看護師 38 名、調査
期間：2013 年 7 月 1 日～16 日、調査方法：自記式質問用紙を配布し封書
で回収、分析方法：SPSS を使用しクロス集計を行なった。【倫理的配慮】
研究協力者に書面と口頭で本研究の主旨を説明し同意を得て実施した。
【結果】新採用 5年未満の看護師の 57.9％が行き詰まり感を感じていた。
理由は経験年数を問わず「ハンセン病の専門的知識・技術不足」「他職種
や職場、患者との人間関係」が多く他の医療機関と同様だった。仕事の継
続意志は、行き詰まり感を感じていると答えた中の 68.2％が継続したい、
31.8％が継続したくないと回答している。継続したくない理由は「医療ミ
スが怖い」「現場の変化について行けない」等、他の医療機関と変わらず経
験年数に差はなかった。継続したい理由は、「労働条件がよい」「経済的理
由」が多く、A園が国立医療機関であるため安定した生活基盤の確保を望
んでいることが伺える。【結論】A園の新採用 5年未満の看護師の行き詰
まり感は、他の医療機関と変わらなかった。行き詰まり感を感じながら
も、労働条件や経済的理由で仕事を継続したい意志を持つ看護師が多
かった。看護管理者として、ハンセン病の専門的知識・技術やコミュニ
ケーション技術習得と共に、看護実践において喜びと達成感を得られる
指導・支援・環境作りが大切である。

P3-27-5 中途採用看護師のレディネスの把握と支援へ
の取り組み

○
すがわら あ き え

菅原 明栄
NHO 北海道医療センター 看護部 副看護師長会

当院では平成 25 年度に 43 人の中途採用看護師（以下中途採用者）が入職
した。それぞれの職歴や教育背景、技術習得状況には差異があり、そのこ
とは中途採用者が様々な不安や課題を抱える原因の一つと推測された。
一方、迎える病棟では個々人のレディネスを把握する方法が統一されて
いないため、適切な支援が出来ない可能性があった。副看護師長会では中
途採用者の入職直後の不安や課題、看護技術の到達度を把握し各自の
キャリア開発を支援するための取り組みを行なった。レディネス把握の
ため国立病院機構のACTyナースを活用し、ACTy評価表とし、中途採
用者に各項目について未経験、指導を希望するものにチェックをしても
らった。これは半年後、1年後と評価しサポートしていった。中途採用者
の看護師経験年数は 2～10 年未満 58％、10 年以上 37％（無回答 5％）で
あった。結果、基本的な看護技術については未経験のものは殆ど無く、指
導の希望は再確認の為に人工呼吸器装着患者の看護など高度な看護技術
にとどまった。しかし政策医療や災害時の対応といった機構病院が担う
特殊な項目については未経験、指導を希望するものが多かった。これは中
途採用者が国立病院機構での勤務経験無し 67％であった結果と合致す
る。ACTy評価表は項目も多く、中途採用者がチェックするには負担が大
きいことも分かった。これら 1年の取り組みを踏まえ、ACTy評価表は未
経験、指導を希望するものが多かった項目についてのみ抜粋して新たに
作成し、翌年から活用することとした。また政策医療と災害拠点病院とし
ての役割については、認識と心構えを入職時にオリエンテーションし、そ
の後のフォローを各セクションで行っていくこととした。

P3-27-6 看護師の透析看護に対する知識・意欲調査
～透析勉強会を実施して～

○
か ね た ゆ き え

金田 由紀枝、松原 陽子、中村 美智子、多谷 真人、
藤野 和子、松岡 敬子、木原 美華

NHO 柳井医療センター 看護課

【はじめに】当院では平成 20 年に透析治療を導入した。A病棟は 17 名の
透析患者が入院している混合病棟である。しかし、看護師は透析看護に関
わった経験が 3ヶ月～3年と浅く、知識に差があり統一した看護が出来て
いない現状である。今回、病棟全看護師を対象に、主に体重管理に着目し
た透析勉強会を行った結果、知識と意欲が向上し勉強会の有効性がみら
れたため報告する。
【目的】勉強会により透析看護における知識・意欲の向上を図る。
【方法】A病棟に勤務する看護師 24 名を対象に勉強会前後に知識・意欲
についてのアンケート調査を実施した。勉強会の内容として、体重管理に
関する項目と当院透析看護手順を病棟看護師にて各 2回計 4回、血液浄
化記録の読み方を透析室看護師にて、透析全般を臨床工学技士にて行い、
参加出来なかった者には改めて勉強会を設け全員に実施した。
【結果・考察】勉強会前は知識の平均値が低くバラつきがあること、透析
看護への関心が高いにも関わらず、実際には自信が持てていないことが
明らかになった。体重管理に焦点を当て透析全般を学んだことで、一連を
関連付けて考えることが出来、知識が向上したと考える。又、意欲の向上
も示した。透析勉強会は、専門的知識を向上させ、学習自体が楽しい・
もっと知力を高めたい・得た知識を活かしたい、といった内容関与的動
機として作用し、看護意欲を向上させたと考える。
【結論】1、透析勉強会を実施し専門的知識の向上と看護意欲の向上がみら
れた。2、病棟透析勉強会は内容関与的動機に繋がり有効であることが分
かった。
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P3-27-7 新生児蘇生場面における助産師の看護行為の
特徴

○
く ぼ み き

久保 美樹
NHO 高知病院

【目的】昨今、新生児仮死予防のために、助産師教育においても新生児蘇
生技術の習得が重要であるとされている。そこで新生児蘇生時に助産師
がとる看護行為の特徴を明らかし、新生児蘇生を円滑に行うための教育
に向けた示唆を得る。【研究方法】対象は、A県内産科施設に勤務してい
る助産師 7名である。方法は、半構成的な面接法であり、内容は、対象者
の背景と新生児蘇生場面における看護行為である。分析は、類似する内容
をまとめてカテゴリー化した。【結果】新生児蘇生場面における助産師が
取る看護行為には【体循環への機能改善に向けた蘇生の初期処置の実施】
【児の状態変化のデータ収集】【児の生命危機回避のための協力者の招集】
【児の体循環移行による生命危機回避への蘇生法の実施】【児の生命危機
回避に向けた蘇生環境の整備】【児の蘇生による母親と母親をとりまく家
族の不安軽減】【生命危機に対する呼吸補助の効果の評価】の 7カテゴ
リーが抽出された。【考察】新生児蘇生場面における助産師が取る看護行
為では、児の状態を観察しながら初期処置や蘇生法は出来ていた。しか
し、低酸素等への悪化しやすい状態を見据えた行為は課題である。呼吸補
助の実施については、迅速な実施に繋がっていない可能性がある。蘇生が
必要な児を持つ母親に対しては、チームでの対応が必要である。【結論】
1）出生直後の児の状態変化を円滑に観察には、効果的な観察方法の知
識・技術の教育が必要である。2）呼吸補助の適切な実施には、手技の確
認や継続的な蘇生への練習等、実践への力をつけることが必要である。3）
母親等の不安軽減の援助には、医師や周りの人々と役割の調整が必要で
ある。

P3-28-1 POMSによるフィッシュ活動の効果の検討

○
の さ わ ま す み

野澤 万寿実、館石 珠代、松坂 薫、田中 真紀、高松 哲子、
川崎 知子

NHO 八戸病院 看護課

【はじめに】A病院において組織の活性化を目指しフィッシュ哲学を導入
した取り組みを開始して 5年目を迎えた。1年目は仕事に関する意識調
査、2年目からフィッシュの具体的活動、3年目と 4年目はYG検査でス
タッフの資質やフィッシュ活動で意識変化があるか検証した。YG検査で
は平均型情緒安定性、社会適応性、活動性が平均的で復元力がある傾向が
わかった。フィッシュ活動の評価では 1項目以外全ての項目で興味・関
心が薄れているという結果であったが、前向きな意見もあった。以上の経
過を踏まえ、今年度は 20 代、30 代の新採用者を対象にフィッシュ活動を
実践し、どのような効果をもたらすのか明らかにしたいと考え取り組ん
だ結果を報告する。【方法】平成 25 年 4 月に採用された 20 代、30 代の看
護師 12 名を対象に、フィッシュ哲学のDVDを作成し学習会やフィッ
シュの取り組みを実施した。フィッシュアンケート、YG検査の実施、
POMSはフィッシュ活動前後を比較した。【結果・考察】DVD視聴後のア
ンケートでは、フィッシュ哲学に興味を持ち、職場環境を楽しく変化させ
ることができると答えた人が多かったが、実際に取り組んでいる人は
25％と少なかった。YG検査では、明るく朗らで気持ちが温かく、人前で
何かを行うことが苦手で積極性に欠け慎重だが、情緒は安定している傾
向が示された。POMSでは、活気と混乱の項目に変化がなく、フィッシュ
の取り組みで新採用者の気分の変化はみられなかった。今後新採用者の
緊張や混乱の要因を分析し、フィッシュ活動への興味関心を維持し、実践
につなげられるように関わっていきたい。

P3-28-2 ポジティブな言動によるスタッフのストレス
軽減への取り組み

○
とびおか

飛岡 さやか、戸澤 美幸、中林 裕美、片浦 明子、帖佐 須美子
NHO 三重中央医療センター 西3病棟（救急病棟）

【目的】当病棟は救急・ICU病棟として緊急で治療・処置が必要な患者の
入院を終日受け入れ、また、業務も多様化し、スタッフはストレスを受け
やすい環境にある。日々の業務ではネガティブな言動が目立ち、それがさ
らにストレスを増強させているように感じられたため、職場全体にポジ
ティブな言動を促しストレスを軽減させることを目的に本研究を実施し
た。【方法】ポジティブな言動を推進するポスターを病棟に掲示し、病棟
看護師 52 名が毎勤務終了後にポジティブな言動を振り返りノートに記
入した。取り組み前後スタッフの意見をアンケートで、また、気分・感情
の変化は POMSTM（金子書房）で調査し統計学的に SPSS で解析した。
【結果・考察】アンケートおよび POMS回収率は 94％であった。取り組
みに対するアンケートでは、「元気になれた」「ポジティブな気持ちになっ
た」という肯定的意見が 17 件あり、否定的意見は 0件であった。一方、
POMSによる気分感情の変化では、30 歳以上、経験年数 7年目以上のス
タッフでは、取り組み後に気分感情が改善しており、今回の取り組みが効
果として表れたと考えられたが、20 歳代、特に、経験年数 3年目までのス
タッフでは、緊張不安、抑鬱落ち込み、疲労、混乱の得点が取り組み後に
高くなっており、これは同時期に患者数が 12.8％増加するなど、多忙な業
務環境下であったことが一因と考えられた。【結論】ポジティブな言動は、
経験年数の高いスタッフには有効であったが、経験年数の若いスタッフ
にはストレス耐性のチェックなども考慮に入れた対応が必要であると思
われた。

P3-28-3 円滑なコミュニケーションのための自己理
解―4つのキャラクターにわけて―

○
よ し だ た く お

吉田 拓生、大平 美知世、斎藤 光江、八木田 詔子
NHO いわき病院 看護課

【目的】看護過程の展開や多職種との連携をスムーズに行うためには、コ
ミュニケーションを円滑に行うことが必要である。自己のコミュニケー
ションタイプを知り、自己を客観視する事で自己理解を深める。【方法】
病棟看護師同士でディスカッションをしながらコミュニケーションタイ
プ別に分ける作業を実施。次にタイプ別に分けたコミュニケーション方
法の学習会を実施。学習会後、一連の作業を通しての感想を言い合う。
【結果】タイプ別に分ける作業では、「私はそのタイプじゃないと思う」や
「そんな風に私を見てたの」などの意見交換があった。学習会では「物の
考え方にとらわれない気持ちを持って幅広く考えようと思った」や「アク
ノレッジメント（承認）を使用すれば会話が穏やかにスムーズに進むこと
が分かった」等の意見があった。学習会を実施しての反応では「周囲から
どのように見られているのか分かった」「自分の長所、短所が客観視でき
た」「自分の特徴が分かった」などの意見があった。【結論】コミュニケー
ションが成立しなければ、互いの信頼が得られず良い看護にはつながっ
ていかない。コミュニケーションタイプ別に分けた作業では、自分が思う
自分と相手から見られている自分との差異に気付く事ができ、自分を客
観視することで改めて自己理解が深まった。自己理解を深めることが、良
いコミュニケーションの動機付けとなったが、今後自己理解だけでなく
他者理解も深め、効果的なアプローチにつなげていくことが課題として
あげられた。
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P3-28-4 新病棟建て替えを通しての学び～研修として
の取り組み～

○
う え の しょうご

上野 将吾、川野 真弓、中迫 貴美子、村上 純子、児玉 久美、
宮脇 智、朝倉 万紀子、富田 明子、増田 夏奈、後藤 広行、
千代森 夕子、太田 恵子、石橋 富貴子

NHO 宮崎東病院 看護部

【はじめに】新病棟建て替えという貴重な経験を通して、リーダーシップ
及び、施設環境管理を学ばせることを目的に研修を企画実施したので結
果を報告する。【方法】1．新病棟建て替えに必要な知識を得ることができ
る。2．他施設を見学して情報を得ることで、自施設の環境分析を行い、
自施設の問題点の抽出，改善策を見出す事ができる。3．職員の意見を集
約することで、職員全員が新病棟の設計に参画することができる、を目標
として研修を行った。研修メンバーは経験 6年目以上でリーダーシップ
が発揮できる人材を選出した。研修後は、研修生が評価を行い研修の振り
返りを行った。【実際】1．建て替えにあたり最低限必要な、医療法・感染
管理・医療安全を学び、施設見学のためのチェック表を作成した。2．施
設見学の報告は、医療法・感染管理・医療安全の視点でまとめ、それぞれ
が問題点・改善点の検討を行った。3．研修の終盤では、研修生の意見を
集約し看護部の意見として設計図に反映された。【考察】新病棟建て替え
と研修を結びつけたことで、医療法・感染管理・医療安全に対する知識
の向上に繋がった。施設見学と報告を行ったことで、施設環境での視野が
広がり問題点・改善点の抽出につながった。研修生の意見が設計図に反
映されることは達成感と共に建て替えに向けての意欲が高まった。【結
論】新棟建て替えに参画することで、施設環境管理の知識向上につなが
る。新棟建て替えに参画し、意見が設計図に反映されたことは達成感とな
り建て替えに向けての意欲が高まる効果が得られた。

P3-28-5 神経筋難病病棟に勤務する療養介助専門員の
ポジショニングに対する知識・技術向上の習
得度の変化～理学療法士による学習会を行っ
て～

○
たちばなし ん ご

橘 伸吾1、中村 一貴1、伊藤 光治1、宇田川 清美1、圓井 和恵1、
神農 祐子1、澤田 誠2

NHO 鳥取医療センター 看護部 1病棟1、
NHO 鳥取医療センター リハビリテーション科2

【はじめに】A病院の療養介助専門員（以下、介助専門員とする）は、人
工呼吸器装着患者のポジショニングを看護師とペアで行っている。しか
し、実際は、患者に合ったポジショニングが出来ていないことがある。そ
こで理学療法士によるポジショニングの学習会を行い、アンケートを実
施し、ポジショニングに対する介助専門員の知識・技術の習得度の変化
を明らかにする。【方法】介助専門員 7名に「褥瘡予防の為のポジショニ
ングの知識・技術に関するアンケート」を学習会前・学習会直後・学習
会 1ヵ月後に行い、知識 6項目、技術 6項目のデータを比較した。【結果】
学習会前と学習会直後のデータを比較すると、知識は 42 項目のうち、33
項目、技術は 42 項目のうち、18 項目上昇した。下降したのは知識が 4
項目、技術は 5項目だった。学習会直後と 1ヶ月後を比較すると知識が 13
項目、技術は 16 項目上昇した。下降したのは知識が 3項目、技術が 2
項目だった。【考察】学習会前のアンケート結果で、知識について理解度
が低いことが明らかになった。しかし、学習会直後は、知識について理解
度が上昇した。学習会を行ったことで，褥瘡予防の為のポジショニングの
知識・技術向上に効果があったと考えられる。しかし、学習会 1ヶ月後に
下降している項目も見られ、時間の経過と共に忘れてしまっているので
はないかと考えられる．知識を浸透させるには学習会を一度行うだけで
なく繰り返して行っていく必要があると言える。【結論】1．今回の理学療
法士によるポジショニングの学習会は、ポジショニングに関する知識・
技術の向上に効果があった。2．学習会は知識を浸透させる為、定期的に
継続して行う必要がある。

P3-28-6 グループ回想法に参加した介護員の意識調査

○
しまむら

島村 ひとみ、大山 孝幸、長友 邦治、直江 睦子、松嶋 繁子
国立療養所菊池恵楓園 看護部

【目的】認知症入所者に実施したグループ回想法に参加した介護員の入所
者介護に対する意識の変化を明らかにする。【研究方法】研究期間：平成
25 年 5 月～8月、対象者：グループ回想法参加の介護員 30 名、方法：回
想法に対する思いについてアンケート調査、自由記載はカテゴリーに分
類、倫理的配慮：本研究結果により個人特定や不利益を受けない事、研究
目的以外に使用しない事を説明し了承を得る【結果・考察】アンケート調
査の「入所者との関わりを深めることができた」「コミュニケーション能
力が向上した」「入所者の思いや、生活過程を考えた関わりをしている」の
各設問に対して約 6割の介護員が「向上した」「大体できた」と答えてい
た。「あまりできない」「全くできない」と回答は約 4割の介護員で、その
背景は様々で特定できなかった。また、自由記載には、43 の意見があり、
KJ法にて 4つのカテゴリー「入所者理解」「コミュニケーション能力効
果」「入所者に対するイメージの変化」「グループ回想法に対する理解」が
抽出された。回想法に参加し、入所者の歴史的背景や、思い出等を受容
的・共感的態度で聞くことの大切さや、入所者に対する尊厳、コミュニ
ケーション技術を向上させることが入所者の理解を深めることにつなが
ることを学んだ事により、日々の介護において入所者と意識的に関わり
入所者を理解しようとする姿勢に変化したと考える。【結論】認知症入所
者に対するグループ回想法に参加した介護員は、自分達の入所者に対す
る関わりや自己のコミュニケーション能力に対する振り返りができ、入
所者を知ろうとすることが大切だと気づき行動の変化が伺えた。

P3-29-1 看護師職務満足度調査（第1報）

○
や じ ま れ い こ

矢島 玲子、柳浦 京子、宅和 栄子、葛原 昭彦、西田 明美
NHO 松江医療センター 看護部

【目的】A医療センター看護師の職務に対する満足度を把握する。
【方法】調査期間：平成 25 年 10 月 1 日～平成 25 年 10 月 21 日
対象：副看護師長を含む看護師（臨時的任用・非常勤を含む）
調査方法：看護師職務満足度は［看護師間の人間関係］［専門職としての
自律］［他職種との関係］［給料］［看護管理］［教育］［医師との関係］の 7つ
のカテゴリーで構成された既成尺度（Stamps－尾崎翻訳修正版尺度）を
使用し、当院に該当する質問項目 35 項目とした。
分析方法：回答は 5段階で順に 5点から 1点と点数化し、項目毎・カテ
ゴリー毎・属性毎に平均値を出し職務に満足なら点数は高くなるとし
た。
【倫理的配慮】無記名とし対象者には不参加・参加に関らず不利益が生じ
ないことを文書で説明し、調査用紙の回答をもって同意を得たものとし
た。【結果】調査用紙配布 157 名 回収 133 名 回収率 85.6％ 全項目の
平均は 3.14 点だった。点数が高かったのは［看護師間の人間関係］3.43
点、［専門職としての自律］3.36 点だった。点数が低かったのは［給料］2.64
点［医師との関係］2.66 点だった。
年齢別では 50 歳以上で［看護師間の人間関係］3.6 点［専門職としての自
律］3.59 点［医師との関係］2.83 点だった。経験年数別では 11～20 年で
［医師との関係］を除く 6つのカテゴリーの点数が低かった。
【考察】看護師は医師との関係で満足度は低いが、職務で身につけた能力
で満足度が高くなる。経験年数 11 年～20 年で満足度が低いのは家庭や体
調の問題等のためと考える。
【結論】［給料］［医師との関係］の満足度は低いが、年齢が高くなると［看
護師間の人間関係］［専門職としての自律］の満足度が高く、経験年数 11～
20 年は家庭や体調の問題等で悩み満足度が低い。
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P3-29-2 A病棟看護師のSense Of Coherence と組
織コミットメントの実態

○
あおやま ゆ き な

青山 侑季奈、阿部 智世、渡辺 由紀子、佐々木 玲奈、
對馬 春子

NHO 弘前病院 7階病棟

【はじめに】
看護職は、精神的・身体的にストレスが多いと言われているが、A病棟では超過勤務の
多さや疲労感が多く聞かれるにも関わらず看護師の離職は少ない現状にある。これはA
病棟看護師のストレス対処能力や組織への愛着心がやりがいへ繋がっていると考えた。
そこで、A病棟看護師の Sense Of Coherence（以下 SOC）と組織コミットメントの実態
を調査した。
【研究の目的】
A病棟の SOCと組織コミットメントの実態を調査し、やりがいを持てる職場環境作り
の基盤とする。
【研究方法】
1．対象：A病棟で勤務する看護師長を除く看護師 19 名
2．期間：平成 26 年 2月～10 月
3．場所：A病棟
4．方法
・プレテストを含むアンケート調査（日本語版 SOC－29・組織コミットメント尺度・独
自に作成した自由記載項目）
・日本語版 SOC�29・組織コミットメント尺度を点数化して比較し、やりがいについて
の自由記載項目を分類する
・倫理的配慮としてアンケートは全て無記名で実施した
【結果】
1．SOCの最も高い人（145 点）は、組織コミットメント 49 点。SOCが最も低い人（98
点）は組織コミットメントが 57 点で 1番高く、組織コミットメントが最も低い人（2
名）は 34 点で SOCは共に低い。
2．年齢・経験・勤属年数・係数はそれぞれの値に関連はなかった。
3．自由記載は自己の存在価値の実感が 42％だった。
【考察】
SOCが高い＝コミットメントが高いと予想し調査したが関連性がなく、対象が少ない事
や仕事の達成感など、今回調査した SOC・組織コミットメント尺度だけでは測れない仕
事に対する個人の思いが強く関係していると考える。
【結論】
SOCと組織コミットメントは関連がなかったが、職場環境の基盤としては自己の存在価
値や帰属意識の充実などが考えられた。

P3-29-3 医師の視点でみる医師�看護師間のコミュニ
ケーションに影響を与える看護師の特性に関
する調査

○
はしもと ゆ う き

橋本 優紀1,2、大舘 真弓1、小島 亜希子1、清水 頼子2、
山口 ふきえ3、井上 敏恵1、坂木 晴世1

NHO 西埼玉中央病院 看護部1、NHO 東京病院2、NHO 宇都宮病院3

【背景】
医師が考えるコミュニケーションに影響を与える看護師の特性は明らか
になっていない。
【方法】
A病院に勤務する医師 16 名を対象に半構造化面接を実施し、面接の内容
を質的に分析した。
【結果】
調査によって明らかになった看護師の特性は≪人柄≫≪専門職業人とし
ての看護師≫の 2つに大別された。≪人柄≫は、【愛想のよい看護師】【医
師に無関心で消極的な看護師】からなる［話しかけやすさ］、【雰囲気の良
い看護師】【経験の浅い医師に対して威圧的な看護師】【感情的な看護師】
からなる［雰囲気］、【接遇の悪い看護師】からなる［社会性］の 3つのカ
テゴリに分けられた。≪専門職業人としての看護師≫は、【優先順位がわ
かる看護師】【簡潔明瞭に報告や相談ができる看護師】【先を読んで動ける
看護師】【医師からの信頼がない看護師】【自己研鑽が足りない看護師】【患
者の情報収集やアセスメントができない看護師】【状況判断が出来ない看
護師】からなる［知識・技術］、【機敏に行動できる看護師】【冷静で的確な
看護師】からなる［態度］、【チーム医療を推進できる看護師】【医師の裁量
権に踏み込んだ発言をする看護師】からなる［チーム医療においての役
割］の 3つのカテゴリに分けられた。
【考察】
≪人柄≫の特性は、医師と看護師双方が情緒的・感情的問題に意識的に
取り組むことが必要である。また、感情管理や社会性の教育は学生の頃か
ら行うことが必要であると考える。≪専門職業人としての看護師≫は、医
師は看護師に対して『物品を揃える』『アセスメントする』『指示を的確に
行う』などを求め、それらの欠如は看護師とのコミュニケーションを阻害
する因子になると感じていた。

P3-29-4 女性医療センターにおける看護師の意識調査

○
や ま じ ゆ か

山路 由賀、丸岡 奈津美、太田 華織、谷藤 真唯、山下 志乃、
志多 亜希子、大平 志津

NHO 四国こどもとおとなの医療センター 7階東 女性医療センター

【目的】A病棟は女性医療センターとして開設後 1年を経過した．当初よ
り，女性医療センターにおける看護についてスタッフ間の認識がばらつ
いているのではと考えていた．そこで女性医療センター看護師の意識を
調査し，意識統一の方法について考察した．【研究方法】研究デザイン：
質的研究（インタビュー方法）【対象者】A病棟看護師 18 名【データの収
集方法】インタビュー内容は先行研究から看護師の意識に関係した項目
を参考に作成した．【データの分析方法】内容分析を用いた．逐語録に起
こし看護師の意識の視点部分を抽出し，内容の類似性・相違性にした
がって分類した．【結果】女性医療センター看護師の意識として＜接
遇＞＜配慮＞＜男性への対応＞＜他職種との連携＞＜看護師の思い＞＜
今後の課題＞＜要望＞の 7カテゴリーとそれに付随する 23 サブカテゴ
リーが抽出された．【考察】＜接遇＞＜配慮＞に関する意見が最も多く，
それぞれが日々の看護の中で患者を気遣いながら関わろうとしているこ
とが伺えた．＜看護師の思い＞ではスタッフは女性らしいケアを充実し
たい気持ちがあるものの，時間に余裕がなく看護師自身がジレンマを抱
えていることが示唆された．女性医療センターにおける看護についてカ
ンファレンスを繰り返すことや話合いの場づくりをして，看護師自身の
思いについて語り合うことがA病棟での意識統一のために重要である
と考える．【結論】1．女性医療センター看護師の意識は 7カテゴリーと 23
サブカテゴリーが抽出された．2．看護師は女性らしいケアを意識してい
るものの十分関われないジレンマを抱えているが，意識統一の方法とし
てカンファレンスや話合いの場づくりが重要と考えられる．

P3-29-5 精神科病棟における身体合併症患者受け入れ
増加に伴う看護上の課題―看護師の思いを分
析して―

○
せ と は る な

瀬戸 春菜、近藤 淳、吉尾 紀子、上野谷 優子
NHO 金沢医療センター 精神科病棟

【目的】平成 25 年度より精神科病棟において身体合併症を含む入院の受
け入れを増やしたことで，様々な看護や対応がより多く，また幅広く求め
られるようになった．今まで行なってきた精神科看護が十分に提供出来
なくなってきていると感じている看護師も出てきた．そこで，看護師の現
在の思いを調査することにより，看護上の課題や方向性の示唆を得たの
で報告する．【対象】精神科病棟に勤務する，同意のとれた 2年目以上の
看護師 10 名．【方法】昨年度と今年度の病棟の変化についてどう感じてい
るか，自由記載も交えアンケートを行う．自由記載部分はカテゴリー分類
する．【結果】「身体合併症を伴う患者の増加」「患者と向き合う時間の減
少」「不十分な対応」「病棟の雰囲気の悪化」「患者に対する申し訳なさ」「患
者の治療・看護方針の曖昧さ」「看護の不全感」「看護者の心理的・身体的
負担」「精神病棟としての価値」「看護の達成感」「幅広い学び」の 11 のサブ
カテゴリーに分類された．【考察】精神科病棟の看護の現状としては否定
的な思いが多く出されたが，肯定的な思いもあることが明らかになった．
「身体合併症治療をきちんと行なうためには，精神科的治療と身体的治療
の両方が同時に行える体制が必要なため，総合病院精神科こそがその場
にふさわしいと言える．」と坂田らが述べているように，当病棟も総合病
院における精神科病棟であり，その役割を担っていく必要がある．【結論】
「身体合併症を伴う患者の増加」によって，さまざまな要因から「看護の
不全感」を抱いて看護を行っているが，その反面「精神科病棟としての価
値」「看護の達成感」「幅広い学び」という肯定的な思いも出された．
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P3-29-6 介護職からみた看護職との連携についての意
識調査

○
もりもと き く え

森本 貴久江、大岩 眞由美、直江 睦子、本田 敏郎
国立療養所菊池恵楓園 看護部

【目的】A園の不自由者棟の入所者は 200 名で平均年齢 85 歳である。看護
師と介護員の数は 1対 2の割合で、日頃から看護師への報告やケアの実
施について協力体制がとれていないと感じていた。そこで看護師との連
携について介護職の意識調査を行い、現状を明らかにしたいと考えた。
【研究方法】研究期間：H25 年 8 月 27 日～9月 7 日、対象：介護員 152
名、調査方法：アンケートによる意識調査、分析方法：単純集計と介護経
験年数・資格の有無で統計学的分析。【倫理的配慮】対象者に研究の趣旨
と方法、個人が特定されず不利益にならない事、データは研究目的以外に
は使用しない事を説明した。【結果・考察】看護師と行動計画の打ち合わ
せや確認をしているのは約 50％、入所者の変化を看護師へ報告している
のは 97％、わからない業務は同僚に相談しているのが約 70％であった。
介護員は状況によって相手を選び報告・相談していた。一方、看護師との
連携がとれていないと回答した介護員は約 47％で、日頃から看護師と入
所者の状況を話しているのは 31％、時々話しているのは 67％であった。
介護経験年数・資格の有無による差はなかった。少数ではあったが自由
記載の中に、看護師との連携がうまくいっていない不満の意見があった。
看護師と介護員がそれぞれの業務を遂行していく上で、コミュニケー
ション不足やお互いの業務に対する理解不足が伺えた。【結論】介護員は、
業務内容については同僚に相談し、入所者の変化については看護師に報
告するなど状況によって相手を判断していた。看護師との連携がとれて
いないと考えている介護員が半数で、日頃の情報交換不足と不満を感じ
ていた。

P3-29-7 ハンセン病療養所の看護師募集戦略―看護師
募集プロジェクト活動―

○
い と う よしひと

伊藤 由人
国立療養所長島愛生園 事務部 庶務課

【はじめに】当園では、看護師の欠員状態が慢性化している。この状況下
でどのようにして看護師を採用確保するかについて看護、事務及び看護
学校がプロジェクトチームを立ちあげた。3年間に亘る看護師募集活動戦
略の取り組みについて報告する。【目的】1．ハンセン病療養所の看護師の
魅力を効果的に伝えるために何を行うべきかを確認する。2．プロジェク
トチーム担当者が交代しても、継続的に実施できる戦略は何かを確認す
る。【検証】1．附属看護学校の学生募集活動とのコラボレーション効果の
検証 2．看護就職フェアでの活動の工夫の検証 3．ホームページの工夫の
検証 4．募集パンフレットの工夫の検証 5．募集広告の効果検証【まとめ】
ハンセン病療養所の看護師の就職理由は、ハンセン病看護に魅力を感じ
たという理由が多い。そのため如何にしてハンセン病看護の魅力を学生
に伝えるかが重要な看護師確保の戦略となる。それに即した具体的戦略
が何であるかを把握し、継続的に行うことが、プロジェクトチームの課題
である。今回の個々の戦略の検証で、いちばん面倒であり時間もかかり敬
遠される学校訪問活動が、実は対面してハンセン病看護に魅力を伝える
のに効果的であることが判明した。継続して行うためには、看護学校との
訪問活動のコラボレーションが重要であることが分かった。

P3-30-1 A病院における看護職の看護研究に関する実
態調査～看護研究委員会の支援内容の強化に
向けて～

○
なかじま まい

中島 舞、内山 恵吏子、仲野 帝子、工藤 俊子、斉藤 寿美
NHO 青森病院 看護部

【目的】A病院の看護職の看護研究に関する支援内容の検討をする。
【方法】A病院看護職 206 名に、看護研究に関する経験と坂東の研究の推
進に関する 7因子について質問紙調査を行った。研究の推進に関する質
問 60 項目に、「非常にそう思う」4点から「思わない」1点とし 4段階で
回答してもらった。因子ごとに平均値を求め看護研究に関する経験の有
無で t検定を行った。
【結果】「研究が看護に及ぼす意義に関する因子」「研究プロセスの困難感
に関する因子」「研究の時間確保の困難に関する因子」は得点が高かった。
「支援体制に関する因子」は得点が低く、研究経験や学習会・発表会・学
会への参加（p＜0.01）、院外講師からの助言を経験している方が低かった
（p＜0.05）。
【考察】A病院の看護職は研究が看護に及ぼす意義は理解していた。しか
し、研究実施にあたっての支援体制には満足していない。看護研究委員会
の支援は学習会や外部講師からの助言の機会の提供、発表会の開催だけ
では看護職員が抱えている看護研究を進めていくうえでの悩みや課題を
解決するには不十分と考える。今後、看護研究委員会は、研究環境の整備
に加え、看護職が看護研究を進めるにあたって身近な助言者となり看護
研究の推進者としての指導的役割を担っていく必要がある。

P3-30-2 臨床看護師の看護研究への取り組みの実際と
研究支援に関する考察～国立長寿医療研究セ
ンターの院内看護研究発表会の実際より～

○
たかみち か お り

高道 香織、北沢 貴子、竹下 多美、田中 由利子、
伊藤 眞奈美、町屋 晴美

国立長寿医療研究センター

看護研究への取り組みは、科学的・論理的に看護実践を思考し探求する
力を培い、その結果得られた看護の知は看護師の成長を促し、質の良い看
護の提供へと通じる。看護管理者は、看護研究の意義を全体的に認識し支
援する必要がある。【目的】当センターの看護研究への取り組みについて、
院内看護研究発表会の発表演題より傾向を把握し、今後の看護研究支援
に役立てていくことを目的とする。【方法】2012 年度～2013 年度の 2年間
に、院内看護研究発表会で報告された看護研究 61 題を対象とし、1．筆頭
研究者の概要に関するデータ整理（筆頭研究者実数、配属部署、職位、専
門看護分野認定資格の有無、看護研究関連のOJT研修受講の有無など）、
2．発表に関するデータ整理（発表方法、開催地など）、3．研究デザイン
の分析を行った。【結果】筆頭研究者実数は 43 名（看護師 32 名、副看護
師長 6名、看護師長 4名、副看護部長 1名）であった。所属は病棟 32
名、外来 4名、諸部門（医療安全、地域連携など）7名であった。発表は
口説 29 題、示説 32 題で、OJTの成果としての発表が 16 題（26.2％）あっ
た。43 名中 8名は 2年間で複数回の発表を行い、26 題（42.6％）を占めた。
その 8名中 7名は専門看護分野の認定資格を持つ看護師、1名は一般看護
師であった。研究デザインは量的研究が 38 題（62.3％）、事例研究が 9
題（14.8％）、質的研究が 7題（11.5％）、活動報告が 7題（11.5％）であっ
た。【考察】今後もOJTでの看護研究初学者の支援体制を継続すること
と、臨床における実態や実践知を明らかにするよう研究に取り組む看護
師への支援の必要性があると考える。
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P3-30-3 ハンセン病療養所における看護の動向～看護
研究・園の出来事・入所者の出来事～

○
みやざき は る こ

宮崎 春子、佐藤 雪江、中澤 和美
国立療養所栗生楽泉園 看護部

【研究目的】当園は昭和 7年にハンセン病患者を収容するために、国立療
養所として開設し、平成 24 年に 80 周年を迎え、入所者の平均年齢は 84.4
歳となった。平成 8年の「らい予防法」廃止や平成 13 年のらい予防法違
憲国家賠償訴訟により、入所者の生活は社会面・環境面・心理面で大き
く変化し、医療・看護の変化にもつながった。本研究では、過去 30 年間
の看護研究と歴史的背景から、看護の動向を辿り、今後の看護の役割を明
らかする。【研究方法】昭和 58 年から平成 24 年までの看護研究集録と歴
史的資料から看護の動向を辿る。特徴的出来事、看護の変遷を 6年ごとに
まとめ分析する。【結果】昭和 58 年の入所者は約 560 名、平均年齢約 66
歳、平成 24 年の入所者は 108 名、平均年齢 83 歳である。高齢化したこと
で、看護・介護の介入を必要とする入所者が増加した。園では平成 14
年以降、診断装置のデジタル化、医療情報システム、看護管理日誌システ
ムの導入など診療・看護体制の充実と、施設設備の整備により、医療・看
護・介護・福祉の充実へと変化した。看護研究は事例・調査中心の看護
の模策時期から、看護体制の変化に伴う業務改善の取り組み、さらに医療
安全・看護記録・高齢者の看護へと変化した。【まとめ】時代の移り変わ
りと共に、ハンセン病の看護から高齢者の看護へ、さらに専門医療を受け
るための看護、QOLの維持・増進、終末期看護へと変遷を辿った。今後
の看護の役割は、ハンセン病の歴史と個人的背景を理解し、その人らしく
生きるための支え、安心して暮らせる保障、慣れ親しんだ環境での看取り
という個別ケアの実践が求められる。

P3-30-4 業務時間の確保を目的として申し送りを短縮
した際の患者情報収集時の課題とは

○
ま つ だ く み

松田 久美
NHO 釜石病院 1病棟

【はじめに】当病棟では、障害�1 の施設基準の改定に伴い、入院患者の重
症度が上がったため、観察やケアのための時間確保が困難となった。そこ
で深夜から日勤の申し送りを受け持ちの各病室で行うウオーキングカン
ファレンスによる引き継ぎのみとして、15 分以上の時間を確保する事が
出来た。しかし、この形式では患者情報が不足する可能性があると考え、
申し送り形式変更後の患者情報の収集や不足情報の補足などの課題をア
ンケートを行って検討した。【方法】申し送り方法変更 2ヶ月後に病棟看
護師全員にアンケート調査を行った。【結果】不足している情報としては、
受け持ち患者以外の重症者の情報、休み明けの指示変更の内容などであ
り、不足した情報の補足方法は、看護記録やメモから入手するか、リー
ダーなどの他のスタッフから聞く、患者カンファランスで知るなどで
あった。情報不足という点はあるものの、申し送りの短縮そのものには肯
定的な意見が多く見られた。【考察】ウオーキングカンファランス形式で
の申し送りは、時間が短縮出来る反面、情報が不足する傾向にあった。し
かし。情報が不足している事を自覚する事により、従来の全員でそろって
聞く申し送りよりも緊張感が増し、情報を記録などから自主的に収集す
る意識改革が見られ、記録やスタッフ間のコミュニケーションの重要性
の認識につながったと考えられた。【まとめ】業務の複雑・重症化に伴い、
申し送りの短縮化を図ったが、時間短縮が出来ただけでなく、情報不足へ
の問題意識を全員が感じる事で、スタッフ間のコミュニケーションや記
録・情報に対する意識が改善する効果をあげる事が出来た。

P3-30-5 看護師長・副看護師長合同会議における看護
記録向上に向けた取り組み

○
ふくなが さ と こ

福永 聖子、森下 久美江、井上 周子
NHO 南京都病院 看護記録向上プロジェクト

【はじめに】平成 24 年 8 月に電子カルテを導入した。それまでに電子カル
テの操作方法や看護記録の記載方法など段階的に学習会を行っていっ
た。しかし、導入後スタッフから「入院時の情報はどこまで必要か迷う」
「記録に時間がかかる」「看護診断の表現が難しい」「看護診断までの考え
方が分からない」との意見が多く聞かれた。そこで、現在最も困難に感じ
ている内容の解決を優先して取り組んだ。【目的】看護記録に必要な入院
時の記録の整備と看護診断までの導き方を明確にする。【方法】1．看護記
録の現状把握 2．各科に共通する入院時必要な情報の整理 3．各科に共通
する肺炎患者を事例に情報収集・アセスメントから看護診断までの一連
の導き方を作成【結果・考察】各病棟の現状は、入院時の情報収集に時間
がかかり、スタッフ個々で入院時に必要な情報の捉え方が違っていた。そ
こで、入院時全患者に共通して必要な情報を検討した結果、生命に影響す
る症状やアレルギーの有無、翌日まで必要な生活の情報等の 42 項目が挙
がった。対象項目に☆印を添付したことで、情報をとる優先順位が分かり
情報がとれるようになった。看護診断までの導き方が分からず苦手と
いった意見に対しては、各科共通してイメージしやすい肺炎患者を事例
とし、アセスメントから看護診断までの導き方を作成し提示した。アセス
メントから看護診断までの導き方は、各々のスタッフの思考の整理に繋
がる。今後も看護師長・副看護師長が中心となって看護の現場を把握し、
タイムリーに対応していく事が重要であると考える。

P3-30-6 患者の療養環境改善への取り組み～看護助手
会チームの活動報告～

○
とりぶち け い こ

鳥渕 惠子、望月 知奈美
NHO 南和歌山医療センター 看護部

【はじめに】看護助手会が病院職員の一員としての自覚を持ち、やりがい
を持って勤務を継続できるように看護助手会で小集団活動に取り組ん
だ。取り組み内容は、病院機能評価を受審予定であることを踏まえ、療養
環境の改善とした。【目的】看護助手会チームで療養環境の改善に取り組
んだ成果を明らかにする。【方法】研究期間：H25.4.1～12.31、研究対象：
8看護単位、研究方法：1．環境の現状調査、2．環境チェック表を作成、
3．毎月ラウンドを実施、4．ラウンドチェック表を評価【倫理的配慮】デー
タは数値化し部署が特定できないようにした。【結果】リネン庫：「リネン
以外の物が置かれていない」、「整理整頓されている」の 2項目の出来てい
る割合は、87.5％から 100％に上昇。器材庫：「整理整頓されている」は、
25％から 100％、「不要物品が置かれていない」は、37.5％から 100％に
上昇。廊下：「車椅子や歩行車が置かれていない」は、12.5％から 50％に
上昇。汚物室：「整理整頓されている」は 50％から 87.5％、「ポータブル
トイレが置きっぱなし」は、62.5％から 75％に上昇。【考察】不要物を廃
棄し、倉庫や器材庫に必要な物を整理整頓して置くことができるように
なった。ラウンドの結果を写真撮影し可視化したこと、他病棟をチェック
し、他者にチェックされるシステムをつくったことは、各自の意識付けに
なり成果が上がった。看護助手会での意見交換も活発になり、各病棟の物
品の場所やレイアウトも統一できるようになった。療養環境を整備する
ことは、医療事故や感染を防止し、業務の効率化にも繋がる。そして、働
きやすい職場、働きがいのある職場を目指して、取り組みを強化したい。
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P3-30-7 臓器移植に関する啓蒙活動の一考察―4年間
のアンケート結果より―

○
う え の や ゆ う こ

上野谷 優子、越田 潔
NHO 金沢医療センター 看護部

【目的】臓器移植に関する啓蒙活動としてH22 年より毎年全職員を対象に
意識調査を行っている。4年間経過後データー分析したので報告する。【方
法】院内臓器移植コーディネーター活動として毎年臓器移植に関する講
演会を開催し、その後病院全職員を対象に臓器移植に関するアンケート
調査実施。検討項目は 1．改正臓器移植法にて親族への優先提供が可能 2．
本人の拒否以外は家族の同意で臓器提供が可能 3．当院の臓器移植マニュ
アルについて 4．ドナーカード所持電子カルテ入力割合の 4項目とする。
【結果】アンケート回収率はH22 年度 89.2％、H23 年度 80.2％、H24 年度
84.8％、H25 年度 79.7％、うち、医師は各々 56.3％、41.3％、37.2％、42.9％、
看護師は各々 94.4、96.4％、95.3％、91.2％であった。1．優先提供が可能
であることを知っていると答えた全職員割合は各々 47.4％、47.0％、
45.4％、44.9％、医師割合は各々 64.4％、63.6％、60.0％、59.5％とほとん
ど変化がなかった 2．家族の同意で臓器提供が可能であることを知ってい
ると答えた全職員割合は各々 69.2％、58.0％、67.5％、57,1％、医師割合は
各々 93.3％、66.6％、88.5％、81.0％であった 3．臓器移植マニュアルに目
を通したことがあると答えた全職員割合は各々 22.2％、 41.8％、 39.4％、
39.0％、医師割合は各々 37.8％、48.5％、42.9％、47.6％と低い結果となっ
た 4．ドナーカード所持について 81～100％電子カルテ入力していると解
答した看護師割合は各々 16.8％、25.1％、29.7％、34.6％と年度毎に増加し
た【結語】認識の割合はほとんど変化がなかった。その一因子として職員
の異動があげられる。ドナーカード所持の電子カルテ入力割合のみ年々
増加した。

P3-31-1 統合実習の教育内容の教材化に関する一考
察―患者急変時におけるチーム連携と看護師
のジレンマに焦点をあてて―

○
いちみや え み

一宮 絵美1、荒川 直子2

NHO 鹿児島医療センター附属鹿児島看護学校1、
NHO 熊本医療センター附属看護学校2

【はじめに】平成 21 年のカリキュラム改正では看護実践力の強化を目指
し、統合分野が新設され管理統合実習が導入され、平成 24 年には初めて
の卒業生を送り出した。本校では、平成 25 年度の管理統合実習中、リー
ダー業務の看護師にシャドウイングを行っていた学生が患者の急変の対
応場面に遭遇した。学生は、本場面において複数の看護師と医師が適切な
判断をしながら円滑な医療・看護を実践していることを実感していた
が、実際にどのような判断のもとどのように連携し最善を尽くしていた
か、各々の心情までは理解していなかった。【目的・方法】そこで、急変
場面における看護師の指導や行動および学生の体験を明らかにすること
を目的に、急変場面にかかわった看護師 4名（リーダー業務、フリー業務、
患者受け持ち、看護師長）と学生 1名にインタビューを行った。インタ
ビューは、「どのような場面か」「場面における各自の役割、場面における
気がかり」を中心に半構造化インタビューを行った。インタビュー内容か
ら各看護師の行動、思考に関するものを抜粋し、場面を再構成した。【結
果】「看護師はそれぞれの立場や役割から相手の行動を読みながら行動し
ていた」「言語的コミュニケーションが制限される状況下で、これまでに
収集してきた情報を統合しながら総合的に判断していた」ことが明らか
になった。学生は、その場では十分な説明を受けていなかったが、その場
に居て看護師の行動からその意味を読み取ろうとしていた。また、看護師
各々には急変時の対応時に生じる倫理上のジレンマが生じていた。【課
題】今後インタビューで収集した内容を教材化し、演習や実習指導の開拓
につなげていきたい。

P3-31-2 統合実習の外来実習における看護学生の学
び―実習記録に記述された意味内容の分析―

○
く さ か け い こ

日下 慶子、松浦 富士子、佐藤 寿美江、加藤 晴美、
八田 聡子、板橋 好美

NHO 新潟病院附属看護学校

2007 年、看護実践能力を強化するために看護基礎教育に統合分野が設け
られた。統合実習では、総合的な判断や対応の能力を養い、専門家として
の責任感と倫理観を身につけ、看護技術を組み合わせ、複数の患者の状態
や状況にあった援助を実施することが目標とされている。A校では実習
形態のひとつとして統合実習の目標を達成するため、2011 年より B病院
での外来実習を開始した。先行研究では、複数受け持ちや夜間実習におけ
る看護学生の学びについては報告されているが、外来実習に関する研究
は少ない。本研究は、統合実習を終了し、研究承諾が得られたA校の学
生 27 名を対象に、統合実習の外来実習における学生の学びを実習記録か
ら質的に分析した。研究内容、方法は、B病院の倫理委員会で承認を得た。
分析の結果、「外来看護師の看護活動の理解」「患者・家族への支援」「多職
種との調整」「専門職としての資質」のカテゴリーが抽出された。「外来看
護師の看護活動の理解」では優先順位の判断について、患者・家族への支
援では、患者・家族が安心して在宅での生活ができるようにするための
支援の必要性、「他職種との調整」では患者が外来で円滑な診療を受ける
ことができるように医師やその他の職種間を調整する役割、「専門職とし
ての資質」では外来看護師に必要な能力について、それぞれ記述されてい
た。また、記述内容で「他職種との調整」に関する内容が多かったことか
ら、統合実習における外来実習では、看護師の状況判断や対応能力につい
て学習できること、統合実習の目標を達成するための実習形態のひとつ
となりうることが示唆された。

P3-31-3 示説発表導入による統合看護実習のまとめか
ら得た学び

○
ほそたに

細谷 ゆかり、高崎 麗華、治郎丸 倫子、伊藤 由紀枝、
藪田 素子

NHO 四国こどもとおとなの医療センター附属善通寺看護学校

【目的】示説発表は、視覚的に理解が深まり、発表内容を事前に理解でき
る。従来の口演発表の前に示説発表を導入し、意見交換の時間を持った
後、統合看護実習のまとめの発表会を実施した。示説発表により得られた
学びを明らかにする。【方法】1．データ収集方法：統合看護実習のまとめ
の発表会に関するアンケート調査を実施、分析 2．対象者：A看護学校
3年生 64 名 3．分析方法：アンケート調査結果分析 4．倫理的配慮：研
究の主旨、データは個人が特定されないこと、研究以外に使用しないこと
等について文書で説明し同意を得たうえで、当該施設の倫理委員会の承
認を得た。【結果および考察】事前の示説発表が意見交換会に活かされた
が 60 人（94.9％）、活かされなかったが 4人（5.1％）、口演がよい 18 人
（28.1％）、示説がよい 42 人（65.6％）、その他 4人（6.3％）であった。簡
潔にまた視覚的にわかりやすくするためにグループで協力することがで
き協調性が身についた、まとめる力やレイアウト力が必要でよりよいも
のにするために深く話し合う機会となった、図式化により思考の整理が
深まった、全体的な流れがつかみやすい、他学年の学生も学べる、などの
肯定的な意見があった。口演のみでなく、事前に意見交換会の時間を持て
たことで、発表内容が理解しやすくなり、質問内容などが明確化され、活
発な質疑応答となった。示説により、少人数での双方向性の議論が深ま
り、学びの共通理解ができた。さらに、看護への職業意識につながったと
いう意見があり、まとめの発表会の質の向上が得られた。一方、伝えたい
ことを焦点化し要点をまとめることの困難性を感じていた。
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P3-31-4 統合実習を経験した学生の学び～3年間の回
生ごとアンケート結果の比較を通して～

○
あ べ よ う こ

阿部 容子、馬場 亜希子、江下 栄子、今村 嘉子
NHO 嬉野医療センター附属看護学校

【目的】複数患者の受け持ちや夜間実習を含む統合実習の 3年間の学びを
明らかにする。【方法】平成 23～25 年の統合実習終了毎に計 122 名の学生
に対し、実習内容に対する学びのアンケート調査を実施した。アンケート
は 7項目からなり 4段階で評価した。夜間実習については、14 項目につい
て学んだことを調査した。また平成 24・25 年の 82 名に対しては、実習を
終えての感想や学びについて自由記載によるアンケートを併せて実施し
た。記載された内容については、質問項目のまとまりごとに整理した。
【結果】アンケート回収率は 100％。1）実習内容に対する学びでは、5
項目「ケアの優先順位の考え方と看護の実践」「看護管理の実際」「リー
ダーシップの実際」「メンバーシップの実際」「専門職としての看護師の役
割」で 80％以上の学生が「とても理解できた」「理解できた」と回答した。
夜間実習については、5項目「メンバー間の連携」「ナースコール対応」「就
寝前の環境調整」「食後薬の与薬」「重症患者・要注意患者の把握」で 80％
以上の学びを示した。2）実習を終えての感想や学びの自由記載について
は、19 のサブカテゴリーからなる 7つのカテゴリー『ケアの優先順位の考
え方と看護の実践』『夜間の患者の状況や看護の実際』『看護管理の実際』
『リーダーシップの実際』『メンバーシップの実際』『専門職としての看護
師の役割』『看護技術経験』が抽出された。【結論】学生は、この実習を経
験することにより就職後の自分の姿の具体的なイメージがつき、看護師
になる動機づけを強く意識する契機となっていた。チームの一員として
の自覚や責任、チームの連携が重要であることを学んでいた。

P3-31-5 管理統合実習（夜勤帯）における火災発生時の
対応に関する学生の学び

○
こ ば る

小原 まゆみ1、荒川 直子2

NHO 鹿児島医療センター附属鹿児島看護学校1、
NHO 熊本医療センター附属看護学校2

管理統合実習直前に実際のA病院夜間火災発生を通して、患者の安全
を 24 時間守る医療・看護職員の日常的な安全管理と火災発生時の第一
発見者になりうる看護師の判断および初期対応の重要性を再認識した。
そこで、看護専門課程（3年課程）3年生を対象に、A病院の火災発生か
ら数日後までの報道内容を時系列で整理し、日常的な安全管理とはどの
ようにあるべきかについて学内演習を実施した。その後の管理統合実習
においては実習看護単位の特殊性や機能、物理的環境や安全管理システ
ムのオリエンテーションを受け、火災予防と初期対応についてグループ
ワークを実施した。最後に、管理統合実習のまとめとして、合同カンファ
レンスにおいて火災発生時の初期対応について看護管理者および実習指
導者とともに意見交換を実施した。学生の学びは、「当直に連絡し応援依
頼と初期消火」「応援者の采配」「照明の確保と安全な場所に一時的に避
難」「ドレーン、バルーンカテーテルや点滴ルートのクランプ」「酸素の非
常弁を閉鎖」「複数の担送患者の効率的な避難方法」「人工呼吸器使用時の
電源確保」「独歩患者への避難協力依頼」「病棟マップ使用による火災発生
場所と避難路のシミュレーション」などであった。最終的には、火災が発
生しない安全管理が最も重要であることを再認識した。また、万が一火災
が発生した場合、人工呼吸器等の生命維持装置等が必要な患者や高齢者
の多い病院において全員の避難が非常に困難である現実が学生に強く印
象づけられた。同時に、日常的な安全管理として環境整備や医療器具の整
備点検および物品管理、防災マニュアルの整備と訓練、スタッフ・職員間
の連携を学ぶ機会となった。

P3-31-6 卒業時技術演習場面における学生の達成感に
影響する要因

○
やまもと ま ゆ み

山本 真由美、池ヶ谷 知美、加藤 有美子、大野 美穂、
太田原 裕美

NHO 別府医療センター附属大分中央看護学校

【目的】卒業時技術演習での学生の達成感に影響する要因を明らかにする
ことで教育的示唆を得る。【方法】1．対象；A看護専門学校 3年課程 3
年生 68 名 2．データ収集期間；平成 25 年 12 月 3．データ収集方法；
参加観察法、質問紙調査。4．データ分析方法；統計手法を用いて分析。
5．倫理的配慮；対象者に研究目的を伝え、参加は自由意志で参加の是非
は成績には関係せず、データの匿名性は確保することを文書・口頭で説
明し同意を得た。【結果】対象者 68 名中、同意を得た 67 名を調査。有効
回答 63 名。卒業時の技術習得に対する達成感を得点化した結果、平均点
65.4 点であった。平均点と科目評価の考え方を基に 70 点以上を達成感が
高い群（34 名）、70 点未満を達成度が低い群（29 名）とした。先行研究と
学生自由記載の達成感の決定理由を基に、要因として考えられる「合否結
果」「自己評価と他者評価との乖離」「自己評価の高さ」「練習回数」の 4項
目について分析した。結果、「合否結果」P＝0.024 で達成感が高い方が有
意に合格していた。「自己評価の高さ」P＝0.166 で有意差はなかった。「自
己評価と他者評価との乖離」P＝0.0005 で達成感が低い方が乖離は大き
かった。「練習回数」P＝0.024 で達成感が高い方が有意に練習を行ってい
た。【考察】分析結果より、合格への確信が達成感に影響しており、練習
回数が多いほど達成感が高まっていた。また、自己評価の良否は達成感に
は影響しないが達成感が低い方が他者評価との乖離が大きいという点か
ら、達成感が低い人は自己を正しく評価することが難しく、自信が持てな
かったと考える。自己評価能力の育成と練習機会の確保を行い、合格に向
けて支援していく必要がある。

P3-31-7 卒業前技術演習におけるリフレクションの効
果

○
は せ べ り さ

長谷部 理沙1、武岡 良展1、井上 孝恵2

NHO 三重中央医療センター附属三重中央看護学校1、
NHO 名古屋医療センター2

【目的】看護基礎教育においても、リフレクションを活用することが学生
の看護実践能力の育成に役立つと考えられている。昨年度、卒業前技術演
習において、初めてリフレクションを取り入れた。今回演習場面でのリフ
レクションの効果を明らかにする目的で、アンケート調査を行ったので
報告する。【方法】期間：平成 26 年 2 月下旬 対象：A学校 3年次 77
名、実習指導者 17 名 倫理的配慮：研究目的と倫理的配慮について説明
し、研究協力は自由意志であることを伝え、不利益が生じないことを説明
した。調査分析：卒業前技術演習終了後、学生と評価者として参加した指
導者に質問紙を配布し、その結果集計し分析した。【結果】リフレクショ
ンを通して、ほとんどの学生・指導者とも自分の技術を振り返りや自己
の課題の明確化はできたと回答していた。6割の学生は自分の技術に自信
を持つことができたと感じていた。【考察】リフレクションを通し、実施
した技術を言葉に出して振り返ることで、内的な経験を深めることにつ
ながっていた。そして、学生は意識的に良い点を振り返り、他者から認め
てもらうことで自信につなげていた。自分の行った看護を肯定的にとら
え、その意味を考えることが自信や課題の明確化につながる。それが看護
を実践することへのモチベーションの上昇となり、看護実践能力の向上
にもつながると考える。また指導者はリフレクションに参加することに
より、学生の振り返りの内容に自分たちが指導した内容が含まれている
ことに気づき、学生がどの程度指導内容を理解しているか確認すること
ができた。このことが指導者の学生指導へのモチベーションの上昇につ
ながると考える。



第 68回国立病院総合医学会 825

P3-32-1 病院見学を通しての学生の学び

○
だん

團 たまみ、木村 奈美
NHO 横浜医療センター附属横浜看護学校

目的：看護学生の病院の見学での学びを明らかにする。対象：3年課程看
護学校 1年生 74 名方法：入学後 1ヵ月前後までに 5施設の病院見学を
実施。各施設で、病院・看護の概況説明を受けた後に病棟見学を実施。見
学後のレポートを分析対象とした。学生には、研究目的、方法、研究協力
の有無は成績に影響しないことを説明し、同意を得た。結果：1．短時間
の中で、各病院の医療・看護の特徴を理解し、自己の理想とする看護を考
えるきっかけとなっている。2．病棟見学では、学習中の基礎看護技術と
関連させ病棟の特徴を捉えている。3．病棟見学の説明内容から、看護の
視点に気付き、看護師の役割を意識するきっかけとなっている。考察：病
院見学は、看護実践の場を見ることにより、看護実践をイメージすること
が出来、臨床看護師の説明は、看護者として役割を学んでおり、今後、看
護の学習につながっていくものと期待できる。結論：病院見学は、各施設
の特徴を看護の特徴を捉え、学習中の看護技術と関連づけ、看護を考える
学習の機会となっている。

P3-32-2 学生の判断力を育てるための防災訓練に取り
組んで

○
さ く ま ま き

佐久間 真樹、石山 絵梨
NHO 山形病院附属看護学校

【はじめに】平成 7年に起きた阪神淡路大震災を契機に「災害看護」の必
要性が強く求められている。そして、平成 23 年の東日本大震災により看
護教育現場での教育内容の検討を含めた研究が多くされてきている。さ
いわい、当校では今まで大きな被害はなかったが、災害看護に関係する学
習内容の機会として防火訓練のあり方を考えた。学生が自ら判断して行
動できるようになるためには、どのような防火訓練が必要であるかを検
討したのでここに報告する。【研究目的】学生が状況を把握し自ら判断し、
避難行動が取れる防火訓練の方法を考える。【研究方法】1）研究方法：自
記式無記名による質問紙調査 2）対象学生：防火訓練に参加した学生 121
名 3）研究期間：平成 26 年 5 月～9月 4）研究方法：防火訓練終了後に、
学生に質問用紙を配布する。防火訓練時に注意したこと。避難時に自分で
判断したこと。大変・困ったこと。について質問を行った。研究に対して
は、口答と紙面により説明。質問用紙の回収によって、研究への参加承諾
とした。【結果】学生は、（安全に避難をする方法）（自分の身を守ること）
などの、今までの経験からもある程度の予防行動がとれる。しかし、出火
場所の把握、それに基づく避難経路の選択などを適切に判断できるかど
うかは、個人差があることが予測される。質問紙で得られた情報を通し
て、学生自ら考え適切な行動がとれるためには、どのような防火訓練が効
果的であるかの予測が可能であると考える。この結果を今後の防火訓練
や災害看護の教育内容を検討していくことができると考える。

P3-32-3 看護観育成のための「看護を考える会」を実施
後の学び

○
えんどう み な

遠藤 実菜、奥田 映里子
NHO 横浜医療センター附属横浜看護学校

はじめに：本校では感性や看護観の育成を目指して、教科外カリキュラ
ムに「看護を考える会」を設定。専門領域の科目を意識した内容を選定し、
映像（DVD）学習を行った。その結果、既習学習との関連や学習方法の改
善点について示唆を得ることが出来たので報告する。対 象：2年生 84
名、1年次 2月に初めての臨地実習（基礎看護学習）を終了。基礎看護学
実習 2の準備の時期（4月）実 際：目的、目標を説明し、終末期患者の
医療・看護の内容を含むDVDを視聴。視聴後に個人でワークシートに心
に残った場面と理由を記載。その後、「自分のやりたい看護」についてグ
ループで意見交換を行った。グループワーク後、討議内容を含めて個人で
自分の考えを整理した。結 果：「心に残った場面」の問いには、（1）患
者の言動（2）患者の体調に応じ対応する看護場面（3）終末期患者の治療
方針に苦慮する医師の姿であった。「心に残った場面をどのように感じた
か」の問いには、（1）患者に寄り添う看護師の姿（2）患者に寄り添う医
師の姿であった。しかし、実習経験が 1度しかないため、映像の世界とい
う印象と「自分は一人の人を観ていくことにいっぱいである」という傾向
があった。考察：死を前にした患者の想い、身体的苦痛と苦痛に関連した
不安、残された時間への願いなどDVD視聴を通して学ぶ機会となってい
る。患者の安楽を一番に考えようとする医師・看護師の苦悩と行動を捉
えていた。在院日数が短縮する病院実習では、終末期にある患者と関わる
時間は限られている。学生のレディネスを考えたテーマを選択し、DVD
を通して看護を考え、その後の実習に活用され、看護観の育成につながる
ことを期待できる。

P3-32-4 「素敵な看護師のためのマナー講座」の効果
～臨地実習者の視点から～

○
はっとり

服部 さゆり、野原 大裕
NHO 横浜医療センター附属横浜看護学校

【目的】看護師に求められるマナー学習の効果を、臨地実習で人間関係に
役立てることができる。【期間】平成 25 年 12 月～平成 26 年 5 月【対象】
訪問看護ステーション 10 施設【方法】在宅看護論演習の講義で、「マナー
講座」の効果について、病院以外の実習施設より、（1）身だしなみ（2）挨
拶（3）言葉遣い（4）その他の 4項目の内容を、調査をした。【結果】1．
髪型や服装、身だしなみが整っていて、初対面の印象がよい。2．挨拶で
は、言葉とお辞儀と表情を心がけている。3．人と人との関わりの中で、
丁寧な言葉、適切な言葉を選ぶ努力をしている。4．敬語は苦手のようだ
が、相手への気配りや心遣いを感じる言葉を選び援助している。5．全体
として、年々マナーが良くなっている。【考察】看護学生は、専門職であ
る看護師になるための学習段階である。臨地実習で患者・家族と出会い、
接し、学び成長している。接遇・マナーを患者・医療者との関わりの中で
実践できることは、患者の心と向き合い、安心感を与え、患者・医療者と
の信頼関係に繋がってくる。特に、外部実習である在宅看護論実習では、
新たな環境下で、実習を円滑に進めることにつながる。看護基礎教育の中
でマナーを学習するという事は、意義があると考える。
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P3-32-5 看護学生が抱く看護師という職業に対するイ
メージ

○
ふく か な こ

福 加那子1、濱田 さくら1、寺田 香奈里1、牧野 涼子1、
野元 秀子1、祝迫 亜弥1、永留 有紗1、永山 千夏1、一宮 絵美1、
首藤 眞奈美1、荒川 直子2

NHO 鹿児島医療センター附属鹿児島看護学校 学生1、
NHO 熊本医療センター附属看護学校2

【目的】私たち看護学生は、講義・演習および臨地実習を通して段階的に
看護師という職業に関する職業観を形成する。そこで、3年間を通して看
護学生が看護師に対してどのようなイメージを持っているのかについて
明らかにした。【方法】期間：平成 25 年 4 月～平成 25 年 6 月、対象：看
護専門学校（3年課程）1～3年生 316 名、方法：15 項目の形容詞対による
SD法評定用紙（7段階評価尺度法）を研究協力が得られた学生に配布し、
SD法（semantic differential technique）を用いてプロフィールを図式化
した。倫理的配慮：調査の目的、方法および内容を説明し承認を得た。
【結果・考察】回収数 293（回収率 92.7％）、有効回答数 286（有効回答率
97.6％）であった。1年生の看護師に対するイメージにおいて最も高かっ
た項目は、「暗い―明るい」5.7、次いで「小さい―大きい」5.5、「力のな
い―力のある」5.5 であった。2年生の看護師に対するイメージにおいて
は、最も高かった項目は「力のない―力のある」5.4、「小さい―大きい」5.0、
「暗い―明るい」5.0 であった。3年生の看護師に対するイメージについて
は、最も高かった項目は「暗い―明るい」5.0、「力のない―力のある」4.9、
「地味―派手」4.3 であった。また、男女の差がみられた項目は、「強い―弱
い」、「厳しい―優しい」、「誠実―不誠実」であった。全学年における看護
師のイメージは、「大きい」、「明るい」、「力のある」であった。看護学生
は看護師に対して講義、演習および臨地実習をとおしてイメージを形成
していることが明らかになった。

P3-32-6 看護学生のEQ調査から見えた専門職業人育
成への課題

○
か わ い ゆ か

川井 由香、大西 幸恵、小栗 尚子、鈴木 ひづる
NHO 名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校 看護学科

【はじめに】看護学校において専門職業人として社会人基礎力を育成する
ことは重要なことであるが、教育の課題は見えにくい。職業人にとっては
知的能力よりEQ（情動知能）が人を伸ばすといわれており、EQは教育
や訓練で伸ばすことができる。EQSは EQを測定する用具であり「自己対
応」「対人対応」「状況対応」を測定する。そこでA看護学校における 3年
生の EQを調査することにより教育の課題の示唆が得られるのではない
かと考えた。【目的】看護学生のEQを測定し専門職業人として必要な教
育の課題を知る【方法】A看護学校の 3年生に EQSを用いて EQを測定
し、点数の低かった下位因子 7項目「決断」「楽天主義」「気配り」「集団指
導」「危機管理」「機転性」「適応性」について、クラス役割を意識していた学
生とそうでない学生の結果を SPSS にて集計し、 t検定を行い検討した。
【結果および考察】3つの領域の全体の平均値は「状況対応」が他の領域に
比べると低かった。得点の低かった下位因子 7項目について、クラス役割
を意識していた学生とそうでない学生の得点を比較した結果、危機管理
で有意差がみられた（t＝2.629，df＝28，P＜.05）。「状況対応」とは集団の
リーダーにとって必須である領域であると言われており、危機管理は
リーダーシップのとれる人が高得点を示す。クラス役割を意識していた
学生とそうでない学生とではリーダーシップ能力に差がみられ、リー
ダーシップを発揮できるような意図的な関わりが必要であると考えられ
た。リーダーシップ能力の育成は専門職業人として社会人基礎力の育成
にも繋がり、リーダーシップを発揮するにはグループ活動を強化するこ
とも大切であると考え、課題としたい。

P3-33-1 あきた病院重症心身障害児（者）短期入所事業
における送迎サービス実施への取り組みと経
過

○
おおもり ゆ う た

大森 勇太、佐川 修、箱石 悟、後藤 桃子、白崎 和也
NHO あきた病院 療育指導室

【はじめに】当院の重症心身障害児（者）病棟では空床が続いており、対
策として短期入所事業の利用者を増やすこと、さらには長期入院へ繋げ
ていくことが必要とされている。地域医療の充実、長期入院患者確保を目
指し、平成 26 年 2 月より短期入所事業利用者の福祉車両による送迎につ
いて、生活介護施設兼相談支援事業所 Sと当院間で試行的に開始したの
で報告する。【目的】短期入所事業の利便性の向上を図ることにより新規
利用者の獲得を目指す。【方法】1，秋田市の生活介護施設 Sと連携し、S～
当院間について福祉車両による送迎を実施。2，システム等の整備（規定、
フローチャート、持参薬確認表、持参物品チェック表など）3，利用者全
員を対象とした短期入所事業の利便性を問うアンケートを実施【結果】現
在送迎サービスの利用者は 2名で、一人につき平均 1回�月、3～5日程度
の利用がある。Sより、今後送迎サービスの利用を希望している方が 5
名いるとの情報があり、事前診察等の手続きを進めていく予定である。ま
た Sとの連携の強化により、短期入所事業以外でも患者の紹介等の相談
が増加している。【考察】試行的に送迎サービスを開始したが、課題が多
い状況である。現在の設備では今後利用希望者が増加した場合の対応に
ついて配車や同乗スタッフの手配等の問題から困難となる。また重症患
者の送迎や送迎中の容態急変、事故等予想されるリスクに対して更に整
備していく必要があると考える。利用者を対象としたアンケート結果で
は、当院の短入所事業の利便性について、利用し易いと答えたのは全回答
者中 33％であった。利用者確保を目指す上で、その他のサービス内容に
ついても見直しが必要である。

P3-33-2 「介護職員等による喀痰吸引等研修（第3号研
修）」研修機関としての地域への貢献

○
お の か な こ

小野 可奈子、関 晴朗、會田 隆志、宗像 広、池上 静男、
佐藤 千鶴子、鈴木 弘美、菊地 春恵、佐々木 貞子、
山崎 衣津香

NHO いわき病院 医療相談室

【はじめに】在宅ケアにおいて介護職員等による喀痰吸引等行為が制度化
されたが、サービスを提供出来る介護職員は少なく、医療的ケアを有する
患者はいまだ退院困難であり、在宅では家族の介護負担の問題を抱えて
いる。制度実行のための介護職員の養成は急務である。A病院は地域にお
ける神経難病の中核病院であり、地域包括医療の推進にむけ登録研修機
関として第 3号研修に取り組んだ。その過程を報告する。【状況】平成 25
年度の県内登録研修機関は 2か所のみで研修の機会を得ることが難し
かった。また、当地は震災以降避難者の流入が著しく介護ニーズが高まる
一方、介護職員は離職傾向が強まっており、通常のヘルパー確保も難しく
医療的ケアを要する方のサポートはさらに困難を極めている現状があっ
た。そのためA病院を介護職員等による喀痰吸引等研修登録研修機関と
し、神経難病をはじめとする医療的ケアを要するサービス利用者に対し
介護職員を養成、在宅生活を可能とするサービスにつなげるために活動
を開始した。【経過・考察】平成 25 年 11 月活動開始。同年 12 月県主催の
研修を見学し事務部門を中心に必要書類を整備し平成 26 年 1 月申請、同
年 3月登録となる。対応窓口はMSW。同年 4月医師・看護師・事務職・
MSWをメンバーとして研修委員会を設置。初回研修を 7月に予定し、市
内全介護事業所へ案内を送付。送付後問い合わせ多数で事業所の関心は
高い。研修申込時点で実際に医療行為を行う対象となる「特定の者」の記
載の必要性等課題もあるが、今後取り組みへの意思のある事業所を把握
しながら定期的に研修を実施し実績を積み、地域社会資源の開発へつな
げていけることが期待できる。
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P3-33-3 地域栄養・食事サポートマップ作成に向けた
調査

○
か ね こ やすひこ

金子 康彦1、今泉 良典1、奥村 圭子2、洪 英在3

国立長寿医療研究センター 栄養管理部1、伊藤医院 内科2、
三重県立一志病院 内科3

【背景及び目的】当センターの地域での栄養管理は、十分な把握がされて
おらず、今回は地域の栄養・食生活サポートの現状を把握し、支援連携に
繋げることを目的に調査を実施したので報告する。【対象及び方法】対象
は、当センター地域連携室が把握する連携施設 323 施設に郵送法にて自
由記載とし、返信を同意とみなし実施した。項目は、各施設の栄養・食事
サポートへの関わりを中心に 5項目で 20 問とした。分類を 1．医療施設・
2．在宅型介護施設・3．入所型介護施設・4．その他とし集計比較した。
【結果】93 施設（28.8％）内訳は、1 : 23 施設（27.7％）、2 : 24 施設（24.2％）、
3 : 25 施設（33.8％）、4 : 21 施設（31.3％）より回答を得た。栄養・食事に
関する問い合わせ、ある：65 施設、ない：25 施設、わからない・無回答：
3施設で、その内容は食事形態への疑問が 52 施設で最も多い結果を得た。
管理栄養士の配置、いる：28 施設、いない：58 施設、無回答：7施設。地
域栄養・食事サポートマップの必要性について、ある：40 施設、ない：2
施設、わからない：47 施設、無回答：4施設であった。【考察】今回は、
当センターが連携する施設への調査であったが、回収率（28.8％）は非常
に低い結果となった。患者・家族からの相談項目では、延べ 229 件（平均
2.5 項目�施設）の回答があり、問題は存在すると考える。また、食形態へ
の相談は 52 施設が“あり”と回答しており、重要な問題と考える必要が
ある。【結論】今回の調査は、回答率より栄養・食事への関心の低さが伺
えた。栄養・食事サポートにあっては、食形態の疑問が多かった。今後は、
地域支援の充実を図るため、施設特徴を理解した連携が必要と考える。

P3-33-4 東埼玉病院総合診療科における在宅患者の
バックアップベッドとしての現状について

○
と や ま て つ や

外山 哲也、今永 光彦、近藤 秀一
NHO 東埼玉病院 内科・総合診療科

背景：在宅医療を推進する課題の 1つとして、在宅患者のバックアップ
ベッドの確保・整備が言われている。しかし、実際に在宅患者のバック
アップベッドについての現状報告は少ない。国立病院機構東埼玉病院総
合診療科（以下当科）では、2007 年より訪問診療を開始し、現在では約
100 名程度の在宅患者を担当しており、当科病棟はそれらの在宅患者の
バックアップベッドとしても機能している。目的：当科における在宅患
者のバックアップベッドとしての現状について検討し、報告を行う。方
法：当科で訪問診療を行っていた患者のうち、2013 年 4 月 1 日から 2014
年 3 月 31 日までの間に、当科で入院となった患者延べ 105 件（71 名）を
対象とし、年齢・性別・平均入院日数・基礎疾患・入院理由・入院形
態・転帰について検討を行った。結果：年齢は 51～100 歳、性別は男性 35
名・女性 36 名であった。平均入院日数は 24 日であった。基礎疾患は、悪
性腫瘍 25.4％・脳血管障害 21.1％・内部障害 15.5％・神経筋疾患
11.3％・老衰 11.3％・認知症 5.6％・その他 9.9％であった。入院理由は、
急性疾患の治療 60.0％・レスパイト 12.4％・基礎疾患の増悪 10.5％・看
取り 8.6％・リハビリや療養環境調整 4.8％・精査目的 3.8％であった。
「急性疾患の治療」の内訳は、感染症が 58.7％と最多であった。入院形態
は、緊急入院が 74.3％であった。転帰は、死亡 19.1％であり、死亡例を
除いた在宅復帰率は 92.9％であった。結語：感染症を主とする急性イベ
ントや基礎疾患の増悪といった治療目的の緊急入院が多かったが、看取
り・レスパイト・療養環境調整・精査目的など入院理由は多岐にわたっ
ていた。

P3-33-5 地域在宅情報共有システムの導入とその有用
性の検討

○
き り ば ち よ

桐場 千代、徳丸 さなゑ、見附 保彦、津谷 寛
NHO あわら病院 内科

【目的】当院が所在する福井県坂井地区では福井県と東京大学でジェロン
トロジー共同研究事業が行われており、2013 年 2 月から医療と介護の一
体的な在宅ケアのモデル構築の最終段階として在宅情報共有システムの
試行運用を始められている。その現状と有用性について報告する【方法】
坂井地区在宅情報共有システムは、全国的に医療機関を中心に行われて
いる在宅ケアを医療・介護の連携として強化したのが特徴で、クラウド
上で医師会と地域包括支援センターが「管理者」を務め患者情報を共有で
きるようにしている。患者一人一人に掲示板が割り当てられ、基本情報、
訪問介護記録の中で共有・相談したい内容、ケアレポート、及びサービス
カレンダー機能が掲載され、その患者に関わるスタッフだけが閲覧・記
載が可能となっている。【結果】2014 年 5 月時点で地区内の病院や診療所、
薬局、居宅介護支援事業所、通所介護事業所、訪問看護ステーションなど
102 機関が参加し、情報共有患者数は 29 人となっている。このうち当院の
関連患者は 13 人、登録患者は 8人である。治療・ケアに関わる情報が患
者に関わる全てのスタッフ間でリアルタイムに共有される事、緊急に治
療・ケアが必要な場合でも在宅での情報が共有され速やかな入院診療を
受けることができる事が本システムの有用な点である。稼働前はケアマ
ネジャーの 50％近くが医師との連携が取りづらい、病院勤務医は在宅療
養の状態がわからないとの意見があるなか、医療・介護相互の情報伝達
が活発となっている。【考察】医療と介護の一体的な在宅ケア・患者情報
の共有システムの導入により病院の診療の質の向上にも貢献すると考え
られる。

P3-33-6 豪州における急性期病院の地域医療への関わ
り

○
ちょん とんひょ

鄭 東孝、磯崎 達也、奥井 悠介、鈴木 ひろみ、皆川 仁、
松村 美絵、黒田 美徳、幸阪 貴子、菊野 隆明、高久 裕、
松本 純夫

NHO 東京医療センター 総合内科

昨年に引き続き、平成 25 年度厚生労働省救急医療トレーニングセンター
事業補助金制度を用いた東京医療センター豪州訪問団の一員として、平
成 26 年 3 月 9 日から 14 日まで同国ビクトリア州に滞在し、地域・高齢
者医療を視察する機会を得た。セント・ビンセント病院、ロイヤルメルボ
ルン病院はのほか、オースチンヘルス地域リハビリテーションセンター
を訪問した。ロイヤルメルボルン病院では、高齢者医療・コミュニティケ
アの担当医より同州の高齢者医療の概要について説明を受けた。同州で
は高齢者の医療・介護の場の変遷を“Patient Journey”と旅に例え、それ
ぞれの場で、日本の急性期医療の現場には無いユニークな取り組みが存
在した。急性期病院入院前に、病院スタッフが地域の療養施設入所者の医
学的問題に対応するシステム（“Residential In�Reach”）、自宅のベッドを
病院の病床と見做し、急性期病院のスタッフが患者宅を訪れ、必要な医療
を提供するシステム（“Hospital in the Home”）などである。日本での適
用には様々な課題が予想されるが、高齢者医療の先鋭的な課題に直面し、
高齢者医療・介護の妥当な対策を「創造」しなければならない本邦の医療
現場に従事する者として、新たな視点を得た有意義な視察であった。帰国
後に調査した同国の各種高齢者医療制度と併せて報告する。
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P3-33-7 在宅訪問医療実施に向けた取り組みについて

○
なかもり ゆ き お

中森 幸雄
NHO 福井病院 事務部

在宅医療を進める意義として、治す医療から治し支える医療への転換、
病院依存から地域完結型医療への転換、更には住み慣れた地域で人生の
最後まで、自分らしい暮らしを続けることができる社会への転換といわ
れている。
医療法の改正においては、今国会において「地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」が
成立し、これにより、2025 年に向けての地域の医療体制の整備と地域包括
ケアシステムの構築が本格的に始まることとなった。
国立病院機構病院では、政策貢献力の強化を目指すとされていること

から、地域包括ケアシステムへの貢献を強くいわれ、地域の実情、病院の
特性に応じ、異なる取組み方、地域医師会等との連携を図り、とりわけ在
宅医療との関わりを重要視されている。
当院は、地域の中核的な医療機能を担っており、在宅支援を行うが、核

家族化、老老介護等の問題も多い。後方施設も少なく、回復期リハビリ
テーション施設もない地域で医療依存度が高い患者、がんの末期患者が
在宅で生活するためには資源も少なく在宅療養を支援する条件が厳し
い。
患者の「最後は、自宅に帰りたい」「少しでも自宅で過ごしたい」という

気持ちに寄り添い、地元医師会からの要望も取り入れ在宅訪問医療の導
入を開始したので報告する。

P3-34-1 医師臨床研修におけるRapid Response
System（RRS）の意義

○
しばみや ひ ろ き

柴宮 浩希1、藤原 紳祐2、古川 明日香2、山住 和之2、
内藤 愼二1、河部 庸次郎3

NHO 嬉野医療センター 教育研修部1、NHO 嬉野医療センター 救急科2、
NHO 嬉野医療センター 内科3

【はじめに】医師臨床研修制度の到達目標には、その行動目標に医療人と
して必要な基本姿勢・態度があげられ、患者�医師関係、チーム医療、問
題対応能力、安全管理、医療の社会性などの項目で評価が行われている。
しかし、研修期間の 2年間では、医療知識や手技の習得が中心となりこれ
らの項目について学ぶ機会は少ない。必修科である救急においては特に
その傾向があるが、今回当院救急で導入しているRRSが臨床研修のこれ
らの行動目標の理解、習得に有用であったので報告する。【RRSと当院臨
床研修】近年、救急医療における医療安全への取り組みの一つとしてRRS
の導入が進められている。RRSとは、患者が致死的な急変を生じる予兆を
察知し、専門チームが評価・治療を行うことで、院内での心停止の予防や
予後の改善を図るシステムである。当院では 2008 年 11 月より RRSを導
入し、METコールへの対応やRRSラウンド、主に看護師を対象にした気
づきコースなどの教育も行っている。研修医は一年目の救急研修の中で
RRSを経験し、特に対人能力とコミュニケーション、組織に基礎を置いた
臨床活動について学ぶ。【考察】RRSは海外ではすでに多くの施設で導入
されているが、日本ではまだ少ない。RRSは米国卒後医学教育認可評議会
が示す対人能力とコミュニケーションを含む 6つの competency を網羅
しており、日本の医師臨床研修制度の定める行動目標に合致するため研
修医教育の強力なツールとなりえる。【まとめ】RRSは、医師臨床研修の
行動目標である医療人として必要な基本姿勢・態度の理解に有用であ
る。

P3-34-2 東京医療センターにおける女性後期研修医の
子育てと仕事

○
ふ じ た ま い こ

藤田 麻衣子、斎藤 舞子、本田 美和子、鄭 東孝
NHO 東京医療センター 総合内科

近年、女性医師の増加は著しく、当院においても後期研修医 110 名の約
30％が女性医師である。それに伴い女性医師はキャリアのどの段階で出
産、育児という重要なライフイベントを迎えるべきかという問題に直面
している。初期研修は定められた診療科ローテーションが必須であり、後
期研修では専門医取得のために病棟・当直業務に従事する必要があるた
め、その課程で出産することは、キャリアの障害にもなりえる。ここ数年、
当院において後期研修中に妊娠・出産を経て復職するレジデントが増加
している。そこで、後期研修中に出産・育児休暇を経て復職したレジデン
ト 6名を対象にアンケートを実施した。アンケートの項目は、産休・育児
休暇の取得期間、現在の勤務形態、子供の預け先、緊急時や病気の際の対
応、これらに対する満足度、今後の希望などである。本調査を通し、今後
の当院における子育て中の女性医師のワークライフバランスの向上に役
立てたいと考え、発表する。

P3-34-3 国立病院機構臨床研修病院における後期研修
と出産育児の両立について

○
さいとう ま い こ

斎藤 舞子、藤田 麻衣子、本田 美和子、鄭 東孝
NHO 東京医療センター 総合内科

近年，新卒女性医師数は増加傾向にあるが，結婚・出産・育児を経てその
両立の難しさから継続した就業をあきらめざるを得ない女性医師も多い
と言われている．医師不足が危惧される昨今，女性医師がいかに勤務を継
続して医療現場で貢献していくことが社会的にも重要であると考えられ
る．今回，後期レジデントの立場として，国立病院機構一般事業主行動計
画である「仕事と子育ての両立支援プログラム」における各種制度を利用
し，出産・育児・復職を経験した自身の一例をワークライフバランスの
観点から報告する．後期研修は医師としての能力をキャリアアップする
魅力に溢れた期間であるが，その期間に並行して育児を行う場合，乳児の
健全な保育を目指した時間を確保することも重要な課題となる．例えば，
後期レジデントは非常勤医師の身分であり，育児短時間勤務制度を利用
することはできないが，日中に密度の高い活動を行えるよう努力した上
で，周囲の理解により定時で勤務を終える工夫や，また，院内保育園利用
による登園時間の短縮によって，結果的に充実した研修時間と十分な保
育時間を確保することが可能となる．ワークライフバランスは子育て支
援を指すこともあるが，すべての職員のそれぞれの仕事と生活の両立を
念頭に置き，職場全体で向上に取り組んでいくべき問題である．狭義には
支援を受けている側の女性医師も，限られた時間内でできる限りの仕事
を分担し，すべての職員のワークライフバランスに貢献できるようにな
ることが望ましいと考えられる．
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P3-34-4 超緊急帝王切開術（グレードA）の受け入れ教
育にシミュレーション訓練を用いた効果

○
ほそかわ み さ と

細川 美里、今代 元太、竹田 元恵、渋谷 尚代、室住 夕子、
嘉戸 尚美

NHO 浜田医療センター 看護部 手術室

【目的】超緊急帝王切開術（グレードA）の受け入れ教育にシミュレーショ
ン訓練を用いた効果を明らかにする．
【方法】対象者はA病院手術室看護師 10 名．方法は 1）アンケートを実施
し，問題点と不安度を抽出．2）マニュアルを作成しシミュレーション訓
練を実施．3）シミュレーション訓練後，再度アンケートを実施．
【結果】
1．シミュレーション訓練前のアンケートからは，＜情報伝達に問題があ
る＞等の 7のカテゴリーを抽出した．シミュレーション訓練後のアン
ケートからは，＜リーダーの役割が大きい＞＜声を出して確認し合えな
い＞等の 5のカテゴリーを抽出した．
2．アンケートの〔情報伝達に関して〕〔グレードAに対する自身の遂行能
力に関して〕はすごく不安、不安の減少が見られた．
【考察】＜情報伝達に問題がある＞は，フローチャートの作成で連絡系統
が明確になり，シミュレーション訓練前後でコード数が減少した．不安度
も減少したため情報伝達に関する問題や不安は改善されたと言える．＜
声を出して確認し合えない＞＜リーダーの役割が大きい＞がシミュレー
ション訓練後にカテゴリーされたが，これはシミュレーション訓練で個
人レベルでの問題が解消されたことで，新たにチームワークに関するこ
とを問題として捉えた結果と考える．グレードAではチームで協働する
姿勢が重要だと認識した．
【結論】
1．シミュレーション訓練により〔情報伝達〕〔グレードAに対する自身の
遂行能力〕〔カイザー部屋のセッティング〕の不安の軽減ができた．
2．シミュレーション訓練により，グレードAの受け入れには声を出し合
いチームで協働することが重要だと認識できた．

P3-34-5 初期臨床研修評価における研修医手帳の活用

○
たけふじ み か

岳藤 美佳、長岡 進矢、吉田 真澄、岡元 純、猿渡 千恵、
高山 隼人、伊東 正博、松岡 陽治郎、江崎 宏典

NHO 長崎医療センター 臨床教育センター

【目的】当院では 2013 年 4 月より臨床研修の評価のため、当院独自の臨床
研修評価を含む研修医手帳の運用を開始した。開始後 1年での評価の状
況、運用上の問題点に関して検討をおこなう。【方法】1．3ヶ月間の救命
センター研修をおこなった 21 名を対象とした。全 22 項目（6大項目）の
評価結果（3段階評価）を 100 点換算した。研修開始 1ヶ月の中間評価、
研修修了 3ヶ月時点の最終評価における自己評価、指導医による評価（客
観評価）の平均点の比較をおこなった。2．実際の運用で生じた問題点を
明らかにし、対策を講じた。【結果】1．自己評価、客観評価ともに中間評
価と比較し最終評価で点数の上昇がみられた。有意な上昇がみられた項
目は、外傷の標準対応（JATEC）の自己評価 57.5→68.6、ショック患者の
治療の自己評価 48.8→64.8、重症患者の呼吸、循環管理の客観評価 53.9
→74.1 の 3 項目であった。自己評価と客観評価の比較では 4つの大項目
で客観評価の点数が有意に高かった。2．問題点は評価表の回収が滞るこ
とであった。【考察】1．24 診療科で評価表を作成したが、今回は特に回収
状況が良好であった救命センター研修に絞って検討をおこなった。評価
結果を数値化することで、さまざまな角度での比較が可能になった。2．
診療科毎の内容に特化し、項目数も減らしたが、自己評価後、指導医に評
価表を提出してからの回収が滞っており、今年度からは研修医、指導医の
面談形式での採点に変更した。【結論】当院における研修医手帳導入後 1
年間での現状の分析をおこなった。さらにデータを蓄積することで今後
の研修指導に活用できることが期待される。

P3-34-6 後期研修医は在宅医療研修で何を感じている
のか？～「日々の振り返り」での発言からの探
索～

○
いまなが てるひこ

今永 光彦、外山 哲也、近藤 秀一
NHO 東埼玉病院 総合診療科

背景：国立病院機構東埼玉病院総合診療科（以下当科）は、2008 年より国
立病院機構東京医療センター後期研修医の 3～6ヶ月単位での研修を受
け入れている。研修内容は病棟業務の他に、在宅医療・施設での診療・健
診など地域医療の研修が主となっている。今後さらなる高齢化を迎える
にあたり、在宅医療の推進が現在行われている。そのような中、在宅医療
を担う医師・理解する医師の人材育成は重要な課題と考えられる。しか
し、後期研修医など若手の医師が、在宅医療研修を行うことにより、どの
ようなことを感じとっているかは明らかではない。目的：当科での在宅
医療研修において、後期研修医が何を感じているのかを探索する。方法：
当科では研修中に、その日の研修で感じたこと・印象に残っていること
を発言する「日々の振り返り」を行っている。6名が研修を行った 2013
年 4 月から 2014 年 3 月までの「日々の振り返り」の後期研修医の発言を
記録したものから、在宅医療に関しての発言を抜粋し、質的データとし
た。 2名の分析者で議論しKJ法的手法を用いて類似した内容を分類し、
カテゴリー化した。それぞれのカテゴリーにテーマをつけ、カテゴリーは
その大きさに応じて大・中・小の階層構造でまとめ、2名の分析者の話し
合いのもとで整理し、最終的な分析結果とした。結果：最終的に、大カテ
ゴリーとして、「在宅医療の難しさ」、「患者を“生活”という視点でみる
ことの重要性」、「“連携”の重要性と難しさ」、「患者・家族とのコミュニ
ケーションの奥深さ」、「“患者の死”に対する思いや迷い」、「家族ケアの
重要性と難しさ」、「医師としての責任性と視野の広がりの獲得」の 7つに
分類された。

P3-34-7 同窓会設立をもって我々が研修医に期待する
こと

○
おかもと じゅん

岡元 純、岳藤 美佳、吉田 真澄、内堀 かおり、伊東 正博、
猿渡 千恵、長岡 進矢、松岡 陽治郎、江崎 宏典

NHO 長崎医療センター 臨床教育センター

長崎医療センターではスーパーローテイトを旨とした初期臨床研修が昭
和 46 年に開始され、昨年研修開始 40 周年を迎えるにあたり、初期臨床研
修医同窓会「あかしや医師の会」設立を企画し、平成 25 年 3 月 26 日の第
41 期臨床研修医修了式時に同窓会設立記念式典を執り行った。この間の
経緯と我々事務局の取り組み（昨年秋まで）について昨年、この学会にて
発表した。今回は、昨年と今年に行った同窓会入会式について報告し、
我々が同窓会設立をもって何を研修医に期待しているかについて述べた
い。研修医修了式に引き続いて行われる長崎医療センター研修医同窓会
（あかしや医師の会）入会式では、同窓会会長である前院長の祝辞後、会
長より各修了生へ同窓会名簿と同窓会記念ピンバッジが授与される。こ
のピンバッジは丹銅製で本七宝を施した美しいものであるが、さらにユ
ニークな試みとして、その年を代表する研修医 1名「BEST研修医OF
THE YEAR」へ特製の純銀製ピンバッジが贈られる。これらは、各々の
修了生が長崎医療センターで研鑽を積んだというプライドを持ち、当院
への愛着心と帰属意識を高め、後輩研修医にとって身近で具体的なロー
ルモデルとなることを期待しての試みである。ピンバッジを胸にした研
修修了生がそれぞれの新たな職場で活躍し、長崎医療センター研修医の
ブランドをさらに価値あるものとしてくれることを願うものである。
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P3-34-8 選ばれる研修病院を目指した病院見学会

○
よ し だ ま す み

吉田 真澄、伊東 正博、岡元 純、岳藤 美佳、猿渡 千恵、
松岡 陽治郎、江崎 宏典、高山 隼人、長岡 進矢

NHO 長崎医療センター 臨床教育センター

【はじめに】いかに多くの医学生の病院見学者数を確保できるかが、マッ
チングの成否に大きく関わってくる。当施設ではマッチング制度が導入
されて以来、病院見学会を開催し学生のニーズに合った研修内容情報を
提供できるよう努めてきた。これまでの本院での取り組みと実績、効果に
ついて報告する。【方法】実施期間は、春・夏・冬の年 3回、延べ 4か月
間、大学の休暇時期に合わせて開催している。ホームページやFacebook
にて開催案内の広報を行い、窓口やオリエンテーション、スケジュール調
整、診療科案内は専任事務が行っている。5つの見学コースを設け、1
日のスケジュールは医学生が希望する診療科の見学・希望により夜間外
来見学・研修医との昼食会・指導医による病院説明会を実施。1日の受入
定員を 5名程度としている。見学終了時に満足度を含むアンケートをと
り、学生の声を担当者にフィードバックしている。この 3年間のマッチ者
の平均見学数は 2.5 回であった。非マッチ者は 1.5 回であった。【効果】こ
れまでに取り組んできた開催方法の効果として、1．見学コースを多く設
けることにより医学生の多様なニーズに対応できる、2．1日の受入定員を
決めることにより診療科スタッフが柔軟に医学生に対応できる、3．専任
事務が見学会の対応を行うことにより、医学生の見学に対する不安を解
消させる、4．研修医との昼食会では、見学生の研修に対する相談を行う
ことができる、などが挙げられる。結果として、見学者の満足度ポイント
は高くなり、見学回数が 2回を越える学生のマッチ率が高かった。ニーズ
に合った良質な見学会の提供が、研修医獲得には重要であると思われた。

P3-35-1 退院支援システムを活用した在宅療養支援

○
えんどう さ な え

遠藤 早苗、樋口 早智子、岩崎 由貴子
NHO 災害医療センター 看護部

【はじめに】在宅療養・退院支援を推進するために退院支援システムを構
築した。そのシステムに基づき在宅療養支援を展開し、在宅療養へつな
がったので報告する。【事例】92 歳女性、右大腿骨骨折によりORIF を施
行。術後に心不全を併発。入院前のADLより低下を認め、退院後は介護
保険サービスを利用し在宅療養となった。【退院支援の実際】第 1段階：
入院時に退院支援スクリーニングシートを評価、主治医より地域医療連
携室に退院支援の依頼。第 2段階：術後主治医より家族へ病状説明、今後
の療養方法等について意向確認を行い、在宅療養の方針となる。担当ケア
マネジャー・家族を交えて介護支援連携カンファレンスを開催。退院調
整看護師と病棟スタッフで、家族への退院指導を計画立案・実施する。第
3段階：リハビリ開始 3週間後、退院後の生活をイメージ出来るよう試験
外出を施行。2回目の介護支援連携カンファレンスで、介護度の区分変更
申請と訪問看護・訪問リハビリ・福祉用具等の介護保険サービスを導入
し、自宅退院となる。【考察・まとめ】この症例をとおして、1．退院支援
スクリーニングシートの評価・支援の必要性を理解した上での早期アプ
ローチが大切である。2．在宅療養をイメージした退院指導の計画立案・
実施が重要となる。3．試験外出を経た上で得られた具体的な問題点を抽
出することにより、不足している社会資源が明確になる。以上のことか
ら、地域医療福祉関係者とのカンファレンスに結びつき、本人・家族も安
心して在宅療養へ移行することができた。この事例により、退院支援シス
テムを有効に活用する必要性が実証できた。

P3-35-2 在宅療養継続のため退院支援を行った事
例―家族の介護負担軽減に向けた取り組みを
振り返って―

○
は ま だ み く

浜田 未来、金児 真澄、膽畑 敦子、松本 明美
国立長寿医療研究センター 看護部

【目的】在宅療養中の患者家族に対して，病棟看護師が介護負担を軽減さ
せるための援助方法を明らかにする。【方法】対象の一事例について平成
25 年 9 月 9 日～22 日までの入院中に，主介護者が在宅で困っていること
を明らかにした上で，主介護者の介護負担を軽減させるための計画を立
案し実施する。実施後，行った看護を振り返る。退院 2週間後に電話訪問
を行い，介護者の発言から，介護負担を軽減できたか評価を行う。【患者
紹介】90 歳代の女性。既往に心房租動，関節リウマチ，認知症あり。長男
と孫家族の 6人暮らしで，主介護者は孫嫁である。長男は原発不明癌で化
学療法中。孫嫁が患者と長男の介護，2人の子供の世話を行っている。【結
果】＃1家族介護者役割緊張リスク状態，＃2動悸，胸部不快，抑うつ，
不安に関連した安楽の変調を看護問題として挙げた。＃1に対して孫嫁の
介護の時間的拘束を減らすためショートステイ導入に向けた援助を行っ
た。また，排泄ADLの低下により介護負担が増加すると予測し排泄ADL
維持に向けた援助を行った。＃2に対しては内服による頻脈のコントロー
ルを行った。退院後も「苦しい」という訴えは続いていたが，ショートス
テイは利用することができた。【考察】介護負担とは主観的なものである
ため，まずは介護者が困っていることに耳を傾け解決に向けた計画を立
案する必要があると考えられた。また，高齢者の身体機能は低下しやすい
ため，今後起こりうる患者の問題を予測し予防に向けたアプローチが大
切であろう。さらに，介護負担の問題は患者を含めた家族の問題であるた
め，家族全体に働きかけていくことが必要だと考えられた。

P3-35-3 終末期にある入所者のQOLを支えるための
訪問看護と介護介入

○
し み ず

清水 みどり、本中島 まり子、西 けい子、坂本 けい子
国立療養所星塚敬愛園 生活支援センター

【研究目的】終末期を自宅で過ごす入所者のQOLを最後まで最大限に保
つための看護介護介入について明らかにする。【研究方法】事例研究。研
究対象：A氏、80 歳代のがん終末期にある男性。研究期間：平成 25 年 5
月～9月。データ収集と分析方法：1．本人の思いや希望を明らかにする
2．本人の思いや希望と病気の状態から看護介護介入の方向性を見いだす
3．看護介護介入計画を立て介入する 4．介入結果を分析する：終末期がん
患者のQOL評価尺度であるGDI（Good Death Inventory）を用い分析す
る。【結果】1．本人の思い・希望：残された日々を楽しく過ごしたい、自
宅で長く暮らしたい、延命治療はしてほしくない、痛みはとってほしい 2．
看護介護介入の方向性：本人の思いや希望を尊重し、残された日々の生
活を安全・安楽・有意義に過ごせるよう介入する 3．介入：自宅環境の整
備、健康管理・精神的援助、急変時の対応、イベント 4．介入結果の分析：
GDI の短縮板であるコア 10 ドメインについて評価した。7個のドメイン
がそう思う・非常にそう思うという結果であった。【考察】自宅環境の整
備を行うことで活動負担の軽減や危険回避となり自宅で長く生活できる
ことにつながった。楽しみとなるイベントに参加するには健康管理が重
要であり、健康状態把握のための訪問看護は精神的な慰安ともなった。A
氏の楽しく過ごしたいという思いや希望を叶えるためイベントを企画実
施した。A氏は全てのイベントに笑顔で参加し満足していた。家族と思う
ように交流できないB施設ではスタッフによる介入は必要であった。
GDI の結果からA氏の終末期のQOLは入院するまでの期間、低下する
ことなく保たれていた。
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P3-35-4 疼痛を伴うがん患者への訪問看護によるQOL
向上

○
はやし み な こ

林 美奈子、瀧口 めぐみ、萬代 加代子
NHO 関門医療センター

【患者背景】乳房切除術、化学療法、放射線治療法を受けた 60 代女性。皮
膚リンパ節転移あり、放射線治療後の皮膚炎と皮膚癌が胸部の 70％に混
在。リンパ浮腫により左腕の挙上が困難。オキシコンチン 300mg�日、レ
スキューを使用し疼痛コントロール中。【看護の実際】患者からリンパ
マッサージの要望があり、週 3回、1回 90 分の訪問看護を開始した。患部
周囲の疼痛が強く効果的なリンパマッサージはできなかった。どうすれ
ば在宅療養が継続できるのかを本人と何度も話し合うプロセスの中で、
患者は徐々に入院中処置時の激痛が改善しなかった為、訪問看護にも処
置時の苦痛緩和は期待していない事を語った。患者の期待はリンパマッ
サージではなく痛みのない皮膚処置とその効果だった。手が触れない様
にビニール袋に液体石鹸、微温湯と空気を入れて振り、固めの泡を立て洗
浄、ガーゼが皮膚に固着しない様に台所用の穴あきビニールに軟膏を塗
布後、皮膚へ貼りその上にガーゼを貼付した。この方法で、皮膚炎は 1
か月で 30％まで縮小、オキシコンチン服用量は 180mg�日に減った。皮膚
炎が改善し疼痛緩和ができると、「料理を作れるようになった」「夫婦でリ
ンゴ狩りに出かけた」と笑顔で語った。【考察】訪問看護で患者に寄り添
いどうすれば良いのか共に考え関わった事で、患者の諦めていた疼痛緩
和への期待を引き出す事ができた。また、その期待に応える為に個別性の
あるケアを工夫した事で、処置時の疼痛緩和と皮膚炎の改善に繋がった。
皮膚炎の改善で更に疼痛が緩和し、今まで痛みで制限されていたQOL
の向上に繋がった。【まとめ】患者の期待を引き出し、それに応えた事で
疼痛緩和ができQOLが向上した。

P3-35-5 在宅酸素療法を導入している慢性閉塞性肺疾
患患者の退院に対する家族の思い

○
きたばやし ゆ か

北林 由佳、人見 公代
NHO 東埼玉病院 呼吸器外科病棟

慢性閉塞性肺疾患（以下COPD）で日常生活に介助が必要な患者が退院
するには家族の協力が不可欠であるが、その家族がどのような思いを
持っているのかを知らないと看護師の一方的な退院支援となり円満な退
院にはならない。COPDの患者の家族に対する退院支援において、家族が
患者の療養に対してどのように考え、何を不安に思っているのかを捉え
ることで退院支援につながると考え本研究に取り組んだ。研究対象は、
COPDで在宅酸素療法を導入し入退院を繰り返している患者の家族。
データの集積法はインタビューガイドを作成し半構成的面接法にて一回
30 分程度で実施。結果は、52 個の（コード）21 個の《サブカテゴリー》6
個【カテゴリー】が抽出された。急変や、死の遭遇といった緊急時の不安
だけでなく、退院後の生活を見据えた在宅生活や介護に対して、COPD
患者の労作時の呼吸困難感についての具体的な不安内容が多く表出され
た。HOTを導入している家族の退院についての思いのカテゴリーは【病
状への家族の思い】【社会資源】【介護の人手】【患者への家族の前向きな思
い】【担当医との関係】【日常生活への家族の思い】の 6つが抽出された。そ
の中でも【病状への家族の思い】が一番多く聞かれた結果となった。家族
も安心して、生活できるような退院支援の課題として、介護協力者の有無
や、家族自身の生活の時間の把握を行い、日頃から家族、患者との信頼関
係を築き、患者の病状の変化があったときは、家族の認識を再確認し、気
持ちに寄り添いながら関わっていくことが大切であると考える。

P3-35-6 広域災害を想定した神経難病患者の在宅療養
維持のための諸準備について

○
いちむら ひ ろ み

市村 裕美、阿久津 美佳、田代 裕一、吉沢 和朗
NHO 水戸医療センター 地域医療連携室

【目的】我々は「東日本大震災時に在宅療養中の神経難病患者がおかれた
状況と対応」という演題を第 65 回国立病院総合医学会（岡山）で発表し
た。当時の調査対象患者・家族のその後の対応や準備と、震災後新たに在
宅療養を開始した患者・家族の準備を通して、神経難病患者が在宅療養
を開始し維持するにあたっての現状を把握し、問題点について検討した。
【対象と方法】（1）3年前に在宅療養中に震災を受けた 7名の患者・家族か
ら、a．電源対策 b．水・食料対策 c．連絡手段の 3点についての聞き
取り調査を行った。（2）震災後に人工呼吸器を装着して新たに在宅療養を
開始した 2名の患者・家族の準備体制を確認した。【結果】（1）a．発電機
を新たに準備（購入・貸出）3名、長時間バッテリー内蔵の人工呼吸器に
変更 1名、変更なし（以前から予備バッテリーや車から電源供給準備済
み）3名 b．水の備蓄は 20～120L、食料は概ね 1週間以上 c．全員が携
帯電話を使用。（2）震災後ALSのため人工呼吸器装着状態で在宅療養を
開始した 2名はいずれも長時間バッテリー内蔵の人工呼吸器を選択し、
発電機を購入していた。【結論】3年前の震災後の調査の結果、人工呼吸器
や吸引器の電源の確保が災害時に在宅療養を継続できるか否かの分岐点
となっていた。震災後 3年を経過して、電源確保については発電機を自前
で準備、あるいは公的な貸出制度を利用して準備することが多くなって
いた。問題点として、広域災害後の燃料供給のシステムから考え最低 72
時間の自給自活が必要であるのに対して、発電機は持っていても、燃料で
あるガソリンやガスボンベの備蓄が少なく、一部の家庭では水の備蓄も
不十分であることが判明した。

P3-35-7 地方小規模病院での神経難病患者の在宅療養
を支援するレスパイト事業の拡大要因の解析

○
ご み ま さ み

五味 雅美、桐場 千代、嶋 真紀、西坊 直恭、見附 保彦、
津谷 寛

NHO あわら病院 事務部 庶務課 企画班 経営企画係

【目的】神経難病患者の介護は医療度が高く、主たる介護者である家族の
負担は非常に大きい。レスパイト入院は長期的に在宅療養を支えるため
に有効な手段の一つであるが、地方では神経内科専門医は少なく、住み慣
れた地域でのレスパイト入院を受け入れる病院は極めて限定的と思われ
る。当院は福井県最北端に立地する小規模病院で、平成 21 年より神経難
病患者のレスパイト入院の受け入れを開始し、受け入れ患者数は過去 5
年間で 5件から 88 件に拡大している。地方の一般中小病院での神経難病
患者のレスパイト入院受け入れ拡大のために当院で進めた神経難病患者
レスパイト事業の拡大要因を解析した。【方法】平成 21 年 4 月から 5年間
の神経難病診療に関する当院（内部環境）、福井県（ミクロ外部環境）、国
（マクロ外部環境）の現況を SWOT分析により後方視的に検証。SWOT
分析のフレームワークとして内部環境は一般的な「人・モノ・カネ・情
報」をマクロ外部環境は PEST分析、ミクロ外部環境は 5forces 分析を用
いた。挙げられた成功因子をDelfi 法により解析した。【結果】「コーディ
ネート専任看護師の配置」、「各機関への訪問による顔の見える関係の確
立」、「難病支援センターにレスパイト病床の重要性の認識があったこ
と」、「非常勤神経内科専門医と神経難病レスパイト担当医の配置」、「入退
院時送迎車の導入」が影響のある因子として評価された。【結論】神経難
病患者の在宅療養を支援する病床の不足地域では、包括的な戦略を立て
ることによりレスパイト入院の受け入れが可能であり、在宅療養生活の
支援の広がりに繋がると考えられた。
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P3-36-1 経営コンサル導入による、経営改善効果と検証
について

○
いけぶち ゆ う き

池淵 雄樹、植田 誠司、沖田 哲美、今田 一馬、紀川 収次、
竹本 秀章

NHO 浜田医療センター 事務部 企画課

【目的】当院では、数年前から 7対 1入院基本料を取得するために人員を
増加してきたものの、様々な要因から取得することができず、人件費は病
院経営を圧迫し診療単価は年に数回 50,000 円を超える程度であった。医
師やスタッフは一生懸命働いている、どうすれば診療単価を上げること
ができるのか、どの診療科に収益につながっていない部分があるのか、ど
うすれば医師のやる気を起こさせることができるのか、時間的猶予もな
いことから外部コンサルを導入し、改善の足がかりを構築してもらうこ
ととした。【方法】当院の分析ツールに参加している公的病院のDPCデー
タを比較する。患者数が多く改善幅の大きい診療科を選出し、疾患ごとに
在院日数、疾患別の診療単価、出来高との比較をした。また 7対 1を取得
するために、看護必要度の検証を行い、過小、過剰評価等の問題点の洗い
出しをした。【結果】コンサルの導入前と導入後では、入院診療単価 2,000
円以上増加した。コンサルを受けたほとんどの診療科の単価は改善し、平
均在院日数はコンサル導入後短縮され 16 日前半を維持した。7対 1入院
基本料の施設基準に係る看護必要度は過小、過剰評価の検証を実施し、基
準をクリアできるところまで達成した。【考察】当院の診療が、全国的に
見て診療日数が長い傾向がある。それは外部環境に大きく影響を受けて
いる面もあるが、従来からの診療が平均的と思われている面もある。コン
サルを受けた診療科の今後の診療単価、在院日数の検証は引き続き行い、
その他の診療科においても同様に分析を実施していきたい。

P3-36-2 運営・経営改善対策にコンペティション方式
を取り入れた効果について

○
にしかわ しんたろう

西川 新太郎、金丸 将之、玉井 健一、水野 智志、宮本 一男
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 事務部 企画課

【はじめに】当院は統合新病院として開院してからまだ日が浅く、病院の
運営や経営について改善すべき点が多くあるが、一般職員などが自主的
に改善策を出すことはほとんどなく、上席者が部下に指示し、実行に移し
ていた。しかし、これでは自主性・創造性が育たず、また、一方向からの
取り組みでは、考えや方向性にずれが生じる可能性もある。そこで、これ
らを解決するため一般職員を含めた事務部全体で改善策を出し合い、議
論すればよいのではないかと考え、新たな病院運営改善の議論の場とし
て以下のことを行った。【取り組み】各自が考えた運営・経営改善案を
「企画書」として持ち寄り、コンペティション方式で一人ずつ発表を行っ
た。発表された案に対してその場でディスカッションを行い、経費面や人
員的な面で実現が可能であるかなど、具体的な方法を話し合った。1回目
の会議でいくつかの案に絞り、2回目の会議でそれらを 1つの案に決定
し、事務部で取り組んでいくこととした。【結果・考察】改善策を出し合
い、ディスカッションを行ったことにより、各自の考えや方向性にずれが
生じることなく、スムーズに案を実行に移すことができた。また、普段の
業務を見直す機会にもなったという意見も聞かれた。さらに、二次的効果
として、人前で発表やディスカッションを行うことによりプレゼンテー
ション能力やディスカッション能力など、事務職員として必要なスキル
の向上にもつながったといえる。以上のことから、コンペティション方式
で改善策を決定することは、効率的に改善案を実行に移すことができ、ま
た全体の意思疎通の面においても非常に有効な方法であると考えられ
る。

P3-36-3 施設管理マニュアル作成と進捗状況掲示によ
る施設管理業務の効率化

○
なかもと ひろし

中元 大
NHO 呉医療センター 企画課

【背景】
設備管理業務は空調や医療機器、水回りなど院内の様々なものを維持管
理する大切な業務であるが、担当者以外には縁の遠い存在である。そのた
め、担当者が異動で担当者が変わる、休暇で不在の場合、大きく業務効率
が落ち、現場からの苦情に繋がりやすい。また、継続中の案件については
担当者個人の記録で管理されることが多く、不在時には進捗状況を確認
するまでに多くの手間がかかっていた。
【目的】
業務マニュアルの作成と作業状況の掲示により、自らの業務効率を上げ
ると共に、担当者の不在時の修理依頼や問い合わせに素早く対応できる
体制にする。
【方法】
各設備のマニュアルを作成した。内容は設備の写真解説とトラブル発生
時に確認すべき事項、過去の事例での原因・解決法・修理依頼先・関係
する部署をまとめた。また、継続中の案件は作業場所や作業時間、業者名、
進捗状況など問い合わせの多い項目を作業進捗表に書き込み、掲示する
こととした。これにより進行中の案件が何件残っており、担当者が今後行
うべき作業、確認すべき事項が担当者の記憶頼りとならないようにした。
【結果】
マニュアルを作成したことにより、担当者以外でも確認すべき事項と連
絡すべき部署・業者が分かるようになり、不在時に業務が滞ることが少
なくなった。また、常に継続中の案件を掲示するようになったため、現場
からの問い合わせにも素早く回答できるようになった。今後ともよりわ
かりやすいマニュアルに更新を行い、施設管理業務の効率化に努めてい
きたい。

P3-36-4 研究費使用マニュアルの作成による業務の効
率化について

○
うめもと ゆ う き

梅本 裕貴
NHO 呉医療センター 企画課

【問題点】
研究費には治験、寄附金、運営費交付金、科研費など様々なものが存在す
るが、それぞれ使用ルールも異なるため、取扱いには注意しなければなら
ない。ところが、研究費を使用するすべての人がそれらのルールを知って
いる訳ではなく、また、事務部門も細かい部分まで把握できていないこと
がある。それらの理由から、研究費使用に関する医師からの問い合わせも
多く、またそれに対して正確に答えるのに時間を要してしまう。
【目的】
マニュアル作成を通じて自分の知識を高めると同時に、そのマニュアル
によって医師への問い合わせにもすぐに対応する。また、業務の引継も効
率よく行う。
【取組】
マニュアルを作成した。具体的には、それぞれの研究費の使用可能期間で
あったり、使用可能な物品等の情報をまとめ、見ればすぐに分かるように
する。また、医師が必要とする情報と、担当事務職員が押さえておくべき
情報は異なるため（事務の場合は収益化の処理のルールなどについても
知識が必要）、医師用と事務用とをそれぞれ作成する。
【結果・今後に向けて】
マニュアルを作成することにより、日々の業務において手助けとなり、業
務の効率が向上した。また、そのマニュアルを使用することで、引継の際
にも役立つであろうと思われる。医師からの問い合わせにもすぐに対応
できるようになった。今後は臨床研究部会等を通じて説明会の実施やマ
ニュアルの配布を行い、研究費の使用ルールを広く理解してもらいたい。
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P3-36-5 消耗品使い捨て時代に対応したSPDの検討

○
く ど う

工藤 みき、渡邉 真
NHO 仙台医療センター 事務部 企画課

【はじめに】当院では 2005 年 11 月より SPD（業者預託・院外倉庫型）を
導入している。この 10 年間においては、院外倉庫からの一元的・安定的
な商品供給が安心在庫の縮減や欠品リスクをなくし、一元的管理が年間
の購入数量、部署別消費把握、不動在庫品などの情報を容易に把握可能と
した。これら情報は商品単価削減交渉に大いに寄与し、削減達成額を一定
の率にて分け合う成功報酬式を導入して双方で積極的な単価低減に取り
組んできた。また、委託先を共にする病院が設置主体を超えて共同購入組
織を結成し、メーカー・商品をエンドユーザーが比較検討する活動にも
取り組んできたところである。【現状】近年、当院における医療材料の消
費量・購入額は、単価削減額を大きく上まわって増加している。医療安
全・感染管理の深化や低侵襲治療の進歩は、これまでの知恵と工夫をこ
えて、商品のディスポ化・高機能・高価格材料の採用を促進し、この傾向
が今後後退するとは考えられない。【課題】消費量・購入量の抑制は当院
喫緊の課題であるが、常に材料が補充・供給されるなか、消費が増大すれ
ば委託者の得る成功報酬が増えるというしくみは、消費量増大の抑制を
委託者に期待できずむしろ助長すらしかねないものであり、病院側の関
わりを含め、新たなしくみに変えてゆく必要がある。【取り組み】増大す
る消費は果たして「適正量」を使用された結果なのか、そのなかにムラや
ムダは含まれていないのかを具体的に検証すること、またこの具体例を
参考として、病院が SPD委託先に期待する役割、病院が主体的に行うべ
き役割を整理し、基本的な枠組みを見直していきたい。

P3-36-6 出張に関する事務手続きについて

○
お が わ し お り

小川 詩織1、水野 智志2、岡垣 哲也3、徳永 正広1、忌部 明年1、
宮内 信代1、河崎 陽平4、山田 輝彦5

NHO 東広島医療センター 管理課1、
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 企画課2、
NHO 呉医療センター 企画課3、NHO 東広島医療センター 企画課4、
NHO 東広島医療センター5

【はじめに】職員が出張する場合は、出張伺や復命書等により現実に即し
た適正な申請をしてもらい、「適正な旅費」支給を行う必要がある。「適正
な旅費」とは、国立病院機構規定にあるように、「最も経済的な通常の経
路及び方法により旅行した場合の旅費」であると考える。【背景】出張に
関する業務にとりかかるなかで、より「適正な旅費」を支給しようとする
と、想像以上に事務手続きが煩雑で時間がかかるとわかり、業務に取り組
む時間を短縮する必要性が生じた。また職員に対して、出張に関する規則
の周知が不十分であるため、病院への書類提出時期が遅れるという問題
も生じた。【主な取り組み】まず昨年度末から出張伺・復命書の様式の変
更を行った。主な変更点としては、1．出勤簿処理のため、出張期間欄へ
開始時間と終了時間を追記した。2．もれなく利用交通機関の記載を行う
ため、旅程を詳細に記載できるようにした。3．宿泊費の支給について理
解してもらうため、宿泊費請求の専用欄（宿泊料支給区分の記載欄）を用
意した。次いで、出張時の提出書類や旅費制度の理解を深める院内マニュ
アルを修正し、出張に関する規則を周知した。【取り組みの結果】復命日
から旅費支給日の時間短縮に繋がり、業務に取り組む時間が短縮された。
また、書類の提出時期が早くなり、かつ適正な書類の添付が増えた。【ま
とめ】以上の取り組みを行うことによって、事務手続きの簡略化につなが
り、作業時間の短縮や旅費の適正支給につながった。

P3-36-7 Excel 応用による経理業務の効率化

○
かたやま ゆ う と

片山 悠人、國武 尚子
NHO 大分医療センター 事務部 企画課

【目的】
日常的に事務処理を行う中で同じ処理を行うことが度々発生する。
その同一処理を効率化することで得られる時間を有効活用し、業務全体
としての質を向上させたい。
【方法】
Excel を応用することによって効率よく作業ができるようになる業務と
いうのは数多く存在する。
しかし一度にすべてのファイルを更新することは難しいため、まずは
ルーチンワークで使うファイルに高速に処理できる仕様を追加すること
した。
【効果】
コピー・ペースト等の自分で行わければならない処理を自動化した結
果、なぜ毎回このような事をしなければいけないのか？と言った心理的
負担の低減につながった。
また、自動化によるメリットとしてミスの削減・時間の大幅短縮が出来
た。
（例）
日次入金リスト自動作成ツール（医事システムでは csv 出力のみのため）
請求書連続作成ツール など
【課題】
現時点では、Excel の少し高度な機能を駆使して作成されたファイルを使
用しているため自分以外が修正することは難しい。
誰でも修正できるようなファイルを作成していくことが今後につなげる
ためには必須であり求められることである。
今後はよりわかりやすいファイル構成になるよう考えていこうと思って
いる。

P3-37-1 盛岡病院におけるリスタートプランの取り組
み

○
た か ぎ としあき

高木 利昭、小林 聡、中野 喜代美、豊島 正志
NHO 盛岡病院 事務部 企画課

【背景】平成 16 年に発足した国立病院機構においては、積極的な業務運営
の効率化と収支改善に取り組んだ結果、平成 16 年度に 74 あった赤字病
院が平成 24 年度には 14 病院まで減少するなど病院全体では順調に経営
改善が進んでいる。その一方で必死の経営改善努力にもかかわらず、医師
不足など個々の事情で運営費も確保できない病院も存在する。機構は平
成 24 年度から 3年計画でこれらの病院の病院改革を進めて経営を再建
する「国立病院リスタートプラン」に取り組んでいる。盛岡病院は機構病
院となってから 1度も黒字を経験することなく、今回のリスタートプラ
ンにおける重点改善病院に指定された。現在は、機構本部の全面的支援の
もと病院をあげて経営改善に取り組んでいる。【目的】リスタートプラン
の 3年目にあたり、これまで取り組んできた改善策とその効果について
振り返り、今後の展望について検討する。【方法】リスタートプランで実
施した次の経営改善方策について経済的効果を数値化して検証する。
1）患者確保のための取り組み 2）診療報酬増加対策 3）医療機器整備、
建物整備の効果 4）広報活動とその効果【結論】院長をはじめとする幹部
職員のリーダーシップのもと、全職員が協力して改善方策を推進してき
た。各々の改善策についてその効果は認められるが、最終的に黒字を達成
するためにはコストパフォーマンスに優れた新たな方策を検討・実施す
る必要がある。
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P3-37-2 医療機器一括購入契約について

○
はりもと よういち

張本 陽一
NHO 嬉野医療センター 事務部

【目的】医療機器の購入にあたり、従来は品目毎に個別に入札等を行い購
入していた。入札に参加する業者も一部業者に偏り、購入価格が適正であ
るか検証することも困難であった。また、一品目ずつ入札手続きを行う購
入方法は業務量としても大きく、数年後に病院移転を控える当院として
は、その際に大量購入が予想される医療機器の購入方法を検討する必要
もあった。そこで、スケールメリットを活かした購入金額の削減を狙いと
し、業務の簡素化も期した新病院移転時の購入方法の検討を行うために、
実際に従来の購入方法とは異なった医療機器の一括購入を導入した。【方
法】医療機器 33 品目調達の総価契約を通常の政府調達手続き（総合評価
方式）によって契約締結。契約締結後、順次納品・検収確認。【結果】当
初購入予算額（約 3億 1千万円）より約 5千万円の削減が行えた。削減率
は 16％程で、過去 5年間で最高となった。【検証及び問題点】価格面に関
しては、1千万円以上の高額医療機器の削減率は高かったが、それに比し
て 1千万円未満の機器は削減率が低かった。実際に行ったことによって
明らかとなった問題点としては、契約手続きが長期間に渡る、メーカー毎
に価格対応に差が出てくる、対応できる業者が少ないということがあっ
た。【総括】今回実際に従来とは異なる医療機器の購入方法を行い、価格
面では一定の結果が出たと思われるが、問題点も明らかとなった。今後は
その問題点も踏まえ、新病院移転時にスムーズにそしてより安価に購入
できる方法を引き続き検討していく。

P3-37-3 廃棄物関係契約における裾切方式入札の実施
について

○
やつなみ こうのすけ

八並 幸之介
NHO 嬉野医療センター 事務部 企画課 契約係

【目的】病院の日常業務において発生する廃棄物の収集運搬及び処分業務
委託契約を各専門業者と結んでいるが、今年度より入札の方法を従来の
一般競争入札等ではなく裾切方式により実施するよう機構本部より通知
があったため初めて裾切方式による入札を実施した。【方法】初めて実施
する入札形態であったため、裾切方式の入札を実施している全国の自治
体のHP及び関連書籍等を参考に入札の様式を整え入札公告及び開札を
行った。【結果】例年の入札に比べ裾切方式による入札によって入札に参
加できる業者の数は大幅に減少し、契約価格も昨年に比べ上昇しコスト
面では苦しい結果となった。【考察】上記の通り前年度に比べ競争性は低
下し、契約価格は上昇しコスト面では苦しい結果となったがそれは各都
道府県による優良認定を受けているもしくはそれに準ずる能力をもった
業者との契約という安全の対価といえるのではないかと考えられる。

P3-37-4 省エネ・節電に向けて大牟田病院が取り組ん
だこと

○
ふじかわ こ う じ

藤川 浩治、大野 真
NHO 大牟田病院 事務部 企画課 契約係

デマンド警報装置を設置し、需要超過を未然に防ぐなど、節電パトロール
隊を結成し、空調の設定温度チェック等を実施し、職員の省エネ・節電へ
の意識向上をはかるとともに、より実効性のある取り組みを実施した結
果、電力量、経費ともに減少となった。

P3-37-5 中規模病院における簡易的デマンドコント
ロール導入効果

○
さ と う え い じ

佐藤 栄治、細川 一人、西村 功、横山 静一
NHO 山形病院 事務部 企画課

【目的】平成 24 年 12 月の病棟建替整備により、最大需要電力が約 1.5 倍
（378kw→564kw）となった。最大需要電力が 500kwを超えると契約電力
は電力会社との協議により決定される。消費電力の増加要因のうち、エア
コン消費電力に焦点を絞り、契約電力をできるだけ抑えることを目的と
して簡易的デマンド制御を実施した。
【方法】制御対象はスタッフエリア系統及び廊下系統のエアコンとし、病
室及び機能訓練室は対象から除外した。デマンド監視装置で消費電力を
常時監視し、30 分毎の最大需要電力を予測。エアコン室外機にデマンド制
御基盤を組み込み、目標電力を上回らないようにデマンド監視装置から
信号を送り、段階的な制御運転を行った。
【成績】平成 25 年 12 月～平成 26 年 3 月における最大需要電力の前年同
月比は平均 32kwの減となった。（制御対象としたエアコンの定格消費電
力合計 179.28kwの 18％に相当。）これを電力基本料金に換算すると月 5
万円、年間 60 万円の費用削減効果となった。
【結論】エアコンメーカー純正のデマンドコントロールシステムはエアコ
ン 1台毎の制御が可能になることがメリットであるが、導入費用が約 500
万円と割高で、施設規模によっては投資回収期間が長くなる。今回実施し
た工事費は約 100 万円であり、短期間で投資回収が可能であるため、中規
模病院では電力料金の節減対策に有効である。デメリットはエアコン室
外機単位の制御となるため、部屋単位の制御はできず、少なからず職員の
勤務環境に影響を与えることがある。実施にあたっては施設全体の目標
として最大需要電力の削減を掲げ、理解を得ることも重要となる。
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P3-37-6 リース宿舎ありマスト！

○
ち ゃ や まさのり

茶谷 将範
NHO 高崎総合医療センター 事務部 管理課

当院のリース宿舎は 2つの不動産会社による管理で 6棟 107 戸もありま
す。この戸数はかなり多く、その入退去等の管理も非常に煩雑であり、し
かも管理する不動産会社が 2つに分かれているためその手間も 2倍にな
ります。リース宿舎はある一定の入居率を満たさない場合、その家賃補填
を病院が支払うということが一般的なリース宿舎の契約となっていま
す。このような状況の中で平成 25 年度に発生した家賃補填額は 8,459,818
円になりました。月額にすると 700,00 円以上になります。これは非常に大
きな金額です。しかもこのお金は何かを購入したり、投資をしているわけ
でもないただのムダ金です。それが今年度 4月には 0円になりました。こ
れは平成 25 年度当初から相当な金額になることが見込まれたので早く
から対応したためであり、その解消プロセスと様々な取り組みについて
発表したいと思います。

P3-37-7 草刈のコスト削減を目指した新たな取り組
み―コスト削減、ヤギのお仕事！！―

○
さ と う ち え こ

佐藤 千枝子1、中田 修2、依田 準2、三枝 晶子1、小林 佳恵子1、
糸数 晴美1、斎藤 敬子1、松岡 静子1、鈴木 恵子1、遠藤 清子1、
宮川 まさ枝1、菅原 裕美1、江幡 節子1

NHO 下総精神医療センター 看護課1、NHO 下総精神医療センター 事務2

【はじめに】
当院ではこれまで、院内の草刈を年 2回シルバー人材センターへ依頼し
ていたが、年間の費用は約 67 万円にもおよび、除草剤の使用を併用して
いても草刈をする頃には 2m近く雑草が伸びていた。このため、年間の費
用負担のほか、病棟周囲の見通しが悪く、害虫の発生等の弊害が生じてい
た。そこで除草にかかるコスト削減を目的に今年度より 3頭のヤギを 4
か月間リースし、複数の病棟へ交代でヤギを放牧し除草を行うという試
みを開始した。
【取り組みの効果と問題点】
年間の費用を比較すると、ヤギのリース代は年間約 32 万円とほぼ半分の
費用で行うことができる。また、ヤギに好意を示す入院患者もおり、窓越
しにヤギを観察するなど、普段は見られない入院患者の活発な表情や行
動なども見受けられた。しかし、ヤギの立ち入り禁止区域への侵入や園芸
用の畑に侵入し苗を食べてしまうという新たな問題やさらに至るところ
に排泄し、悪臭の発生と排泄物への対応が必要となった。また、ヤギに餌
付けをしてしまう患者もおり、ヤギを病棟へ放牧するにあたっての安全
対策を講じる必要が生じている。
【問題点に対する対策と今後の課題】
これらの状況に対して、園芸用の畑等に立ち入り禁止区域を設け電熱線
の設置を行い、スタッフの有志によるヤギの飼育係の水やりや排泄物の
処理などを行っている。また、患者からの餌付けに対しては病棟内へポス
ターの掲示を行っている。シルバー人材センターへの委託とヤギ 3頭分
のリースを比較すると、コスト上ではヤギを利用した方が有用とあるが、
ヤギの飼育に関する新たな問題も発生しており、今後はヤギの飼育に対
する労力と草刈のコストについて分析する必要がある。

P3-38-1 「医業未収金の縮減」に向けて財務管理係にで
きること

○
さ か い ひ で き

酒井 秀輝
NHO 四国がんセンター 事務部 企画課

四国がんセンターにおける平成 25 年度末の医業未収金（患者自己負担
分）は、破産更生債権や貸倒債権をのぞくと、約 4,000 万円である。独立
採算での病院経営を続けていく上では、安定した運営に対する支障とな
る可能性が高い。
医業未収金の縮減に向けて、財務管理係に求められる使命としては、「発
生防止」と「回収」にあると考えている。
「発生防止」については、当院は、がん専門病院であり、化学療法中の患
者さんに関しては、診療費が高額となりがちであるが、「がん相談支援セ
ンター」のスタッフとも連携して、患者さんが各種制度を活用できるよう
支援していく必要がある。
また、債権管理の観点から、月ごとに未収金の状況確認が重要であり、
「追加オーダー分の未収等が判明したら、医事委託業者に患者さんへの連
絡を依頼する」等、未収金発生防止体制の強化が急務である。
一方、「回収」にあたっては、継続して督促を実施していくため、情報の
共有が非常に重要である。担当者が異動になると、督促が停滞してしまう
こともある。実際、私も当初ほとんど実施できていなかった。督促を行っ
ても、効果がなく、相手方に誠意が見られない場合は、少額訴訟等の法的
手段に移行することも有効であると考える。
診療費は、医療スタッフ等の業務に対する対価であり、苦労しながらもお
支払いいただいている患者さんのことを考慮すると、たとえ少額であっ
ても手を緩めてはならない。

P3-38-2 未収金削減に向けた新たな取り組み

○
お お ば ひろゆき

大場 弘之、若原 晶、濱口 正、横山 佳寿
NHO 三重中央医療センター 企画課

【はじめに】
当院では、未収金（破産更生債権）残高が高額となり、長年にわたり懸案
事項となっている。
その要因の解消のために、新たな診療費の収納方法として、金融機関口座
からの自動引き落としによる収納を開始した。
【収納開始までの取り組み】
（1）金融機関との契約
現在行っているファームバンキングの契約を拡充し、診療費の収納に対
しても対応可能とした。
（2）患者との自動引き落としの契約
預金口座振替依頼書の書面にて承諾を得る。引き落としの際には、引き落
とし日と引き落とし金額を事前に通知する。
（3）手数料の取扱いについて
口座振替手数料は原則、患者の負担とする。事前に口座振替手数料の負担
について、患者より承諾を得る。
【結果】
（1）未収金回収の促進
診療費の支払いについて、新たな選択肢が増え、未収金回収の促進に繋
がった。
（2）未収金回収のコストの削減
導入により費用対効果の面で、コスト削減となった。（少額回収の為の遠
方への出張督促の削減）
（3）患者サービスの向上
自動引き落としにより、金融機関や支払い窓口等へ出向く移動の負担の
軽減。
（4）安全性の向上
現金の持参の必要がなくなり、現金遺失等のトラブルの削減。
【まとめ】
診療費の金融機関口座からの自動引き落としの開始により、未収金の回
収が進んでいる。
また、利用の申し出も増加し、患者サービスの面でも効果が出ている。
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P3-38-3 医療費未払い患者に対する督促手順とその成
果の検証

○
か ん だ けいすけ

神田 恵佑
NHO 熊本医療センター 事務部 企画課 業務班 財務管理係

【背景】現在、各医療機関で問題になっている医療費の未払い患者につい
ては当院も頭を悩ませている。高齢化が益々加速する現代日本社会にお
いて、医療機関の受診率がより増加するであろう未来にむけ、過去の都市
伝説（無料診療受け放題）の再発の防止のため、また公平な医療サービス
の提供を実現させるためにも、未収金の回収には従来にも増して力を入
れていかなければならないところである。【目的】当院では医療費未払い
患者に対して基本的には電話督促・文書督促・法的手続きによる支払督
促・仮執行宣言・差押えというような一連の流れで回収に努めていると
ころであるが、その段階ごとによる督促方法を紹介するとともに、それぞ
れのアプローチでどのくらいの成果を上げているのか、およそ一年を通
じて行った結果の検証を行う。【方法】平成 25 年度に医療費未払い患者に
対して上記の督促を行った結果に基づき、それぞれの成果と回収内訳を
まとめる。

P3-38-4 窓口収納に係る不正防止等対策の取り組
み―職員によるチェック体制の構築―

○
たかすみ しょうへい

高齊 翔平、鈴木 厚、高山 一、川邉 康成
NHO 東埼玉病院 事務部 企画課

【目的】平成 22 年 3 月 30 日付事務連絡「窓口収納現金の取扱に係る不正
行為の防止の取組について」における全てのチェック項目を達成する為、
医事会計システムから出力できる帳票「収納変更一覧表」を活用した
チェック体制を構築する事を目的とした。
【問題】平成 24 年 11 月に医事会計システムを更新したが、「平成 22 年 3
月 30 日付事務連絡」と照合した結果、領収証を発行せずに 1書損処理
（領収・債権記録の削除）2過去の日付での入金・未収処理の操作ができ
てしまう、という問題点が発覚した。
【収納変更一覧表】「収納変更一覧表」の、「入金削除・入金追加・データ状
態（書損）・入金変更」について財務管理係長がチェックする。
【運用】案件の理由を財務管理係長が全て把握し、日々の会計窓口締め処
理時に「収納変更一覧表」と突合する事により整合性を確認。「収納変更
一覧表」には理由を手記し、 処理者が財務管理係長である事を確認する。
チェックを終えた「収納変更一覧表」を収入金日計表に添付し、上席者の
決裁を得る。財務管理係長が責任を持って、突合を行う。
【効果】財務管理係長の集中管理及び上席者によるチェックにより、債権
データに係る内部統制の強化がなされた。また算定担当者より、「「誰が・
いつ・何をした」という行為が分かる事が使用ユーザーに周知される事
により、緊張感を持って業務にあたっている」という意見もあり効果があ
がっている。監査法人による期中往査において、「内部統制がよく働いて
いる」という評価を受けている。

P3-38-5 患者未収金の削減に向けた取り組み～弁護士
法人への未収金管理回収業務委託を選択し
て～

○
お や ま ともゆき

小山 智道、金 聖子、佐々木 顕、早坂 良教
NHO 北海道医療センター 事務部 企画課

当院は平成 22 年 3 月に統合して、救命救急センター等の新たな機能を持
ち、超急性期から慢性期まで対応するハイブリッド型の病院となりス
タートしたが、患者未収金も、統合前と比較すると大幅に増加する状況と
なり、残高がこのまま右肩上がりになることが懸念された。そこで、増加
となった要因をまず整理した。統合により患者数・債務者数が増え、督促
等必要件数が増、当然、業務量も増。そうなると督促自体もそうだが、い
ま目の前で発生しつつある未収金の発生防止・早期対応等も不十分にな
り、滞留債権も増、督促等必要件数が更に増、悪循環となっていた。この
悪循環を解消する方策として、回収が困難なものなど、多くの時間を費や
さなければならないような一部の債権の管理回収を外部委託することを
考えた（医業未収金管理回収業務委託）。契約相手方として、債権額に関
係なく交渉権をもつなどの点から弁護士（法人）を選択し、着手金なしの
成功報酬を条件とした。一方で、債権回収という業務の性質から、安価な
報酬か否かという点だけではなく、管理回収に係る実施方法・技術等の
企画提案を見て、総合的に評価する公募型企画競争を実施した。この外部
委託により、これまで多くの時間を費やすことになっていた回収困難等
の債権の管理回収業務が減少し、督促業務が効率的・継続的に行えるよ
うになった。またその分、未収金の発生防止や早期回収等の対応に傾注で
きるようにもなった。現在、患者未収金残高は減少傾向となっているが、
これら一連の取り組みにより削減につなげることができたと考えてい
る。

P3-38-6 回収されない未収金をなくそう！

○
こばやし ゆうすけ

小林 悠佑、山田 敦、渡邉 健次、猪股 透公、大類 靖
NHO あきた病院 企画課

【はじめに】
当院における回収されない未収金（以下、滞留債権）は平成 25 年 3 月末
までの 5年間で概ね 100 万円前後で推移している。この金額は機構全体
でみると高い金額ではないが、5年間通して減少していないという状況を
改善するため、そして、診療部門の職員がもたらした収益を 100％職員や
病院に享受させるために滞留債権の削減に取り組んだ。
【方法】
・督促方法の工夫 従来行っていた文書督促に加え、電話督促や患者家
族への面談を実施した。また、診療費の未納を過去に繰り返した患者（家
族）に対しては、支払後も連絡を取り、新たな滞留債権の発生を防止した。
・支払意欲のある患者（家族）への対応 病院に来られない方には口座引
落等の支払制度を紹介した。また、経済的事情により支払が難しい方には
医事等に協力を仰ぎ、年金等の諸制度の手続き方法を紹介し、支払が可能
な状況を作った。
・関係部門との連携の強化 債権が発生した際に、他部門と情報共有す
ることで督促する機会を増やした。
・病院独自のマニュアルの作成 平成 25 年度に実施した対策を参考に
あきた病院独自の未収金対応マニュアルを作成し、運用を開始した。
【結果】
平成 25 年 3 月末時点で 1,042,994 円あった滞留債権を同年 12 月末時点
で 119,840 万円まで削減させた。
【考察】
電話督促や面談など、直接患者（家族）と話をすることが滞留債権の削減
に繋がった。直接会って話をした方の中には滞留債権消滅以降、毎月請求
書発行後概ね 3日以内に入金して頂けるようになった方もいた。一方で、
滞留債権化する前にこちらから連絡を取らないと支払って頂けない方も
いて、こちらから連絡を取らなくても支払をして頂く流れを作ることが
課題である。
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P3-39-1 当院における糖尿病教室への取り組み

○
た べ い あきら

田部井 彰、三森 竜司、谷地 豊
NHO 宇都宮病院 薬剤科

【背景】国立病院機構宇都宮病院（以下当院）では、平成 25 年度 1年間で
265 人の糖尿病患者が入院し、血糖降下薬およびインスリン製剤による治
療を行っている。これまでは、栄養管理室と臨床検査科が、糖尿病患者に
対し、個別に糖尿病教室を行っていたが、薬剤師による糖尿病集団指導は
行っておらず、糖尿病治療薬の説明は、患者個人に対する薬剤管理指導で
行っていた。薬剤科では、患者の糖尿病に対する理解度の向上と、糖尿病
の悪化防止を目的に、平成 25 年 12 月より糖尿病教室「糖尿病と薬」の開
催を始めた。また、平成 26 年 5 月より、臨床検査科と合同の糖尿病教室
「糖尿病の検査と薬」を開催している。【目的】当院薬剤科糖尿病教室の取
り組みと、糖尿病患者の意識調査および糖尿病教室による患者の理解度
と意識の変化について調査を行ったので、結果を報告する。【方法】当院
に入院している糖尿病治療薬を服用している患者を対象に、糖尿病と糖
尿病治療薬についてどの程度理解しているか、入院時に調査した。また、
糖尿病教室への参加者を対象に、糖尿病教室の内容に対する理解度と、糖
尿病教室が現在の治療に役立つ内容であったか、アンケート調査を行っ
た。【結果】2つのアンケートの結果から、患者が糖尿病の治療により積極
的に行えるように、現在行われている糖尿病教室の内容を再検討した。ア
ンケート結果については、国立病院総合医学会で報告する。

P3-39-2 病棟薬剤師と ICT薬剤師連携によるTDM実
施率向上への取り組み

○
ぼ く い み や

朴井 三矢、福田 良子、河合 実、玉田 太志、北村 良雄
NHO 京都医療センター 薬剤科

【目的】当センターでは 2012 年度より病棟薬剤業務が開始となり全病棟
に薬剤師が常駐している。2013 年度より各病棟薬剤師により効率的な
TDM実施が行えるよう ICT薬剤師から使用患者の情報提供を開始し
た。病棟薬剤師によってTDM実施率とそれに伴う副作用発現率につい
て解析をおこなった。【方法】2011 年 4 月～9月と病棟薬剤師によるTDM
実施を積極的に開始した 2013 年 4 月～9月に 3日間以上VCMが点滴静
注投与された患者を対象とした。患者背景、重症度スコア（Pitt スコア）、
血中濃度測定実施の有無、初回トラフ濃度、副作用としての腎機能障害の
有無（血清クレアチニンが投与前と比べて 1.5 倍または 0.5mg�dl 以上の
上昇を腎機能障害の定義とした）、薬剤師介入件数、薬剤師TDM実施件
数をカルテ記録より調査した。【結果】VCM使用患者数は 2011 年度�2013
年度（使用患者数 80 名�63 名、平均年齢 68 歳�73 歳、平均重症度スコア
1.8�1.6）であった。2011 年度�2013 年度 TDM実施人数 58 名（73％）�59
名（93％）、TDM実施件数 80 回�210 回、平均投与日数 19 日�11.4 日、3
日以降の初回トラフ濃度が有効域達成率 57.5％�73.0％、腎機能障害発生
率 23 人（29％）�9 名（14％）であり薬剤師の介入件数が多いほど腎機能障
害の発生も有意に低下した。【考察】薬剤師の病棟常駐が開始となり、患
者の投薬状況を詳細に把握することができ、また ICT薬剤師が情報提供
することでTDM実施率、1人当たりの介入回数に上昇した。このことは
初期設計から投与終了まで一貫して病棟薬剤師がTDMを行うことで、
患者の状態に応じた速やかな投与量の調節が可能となり副作用の発現防
止、適正使用に寄与できたと考える。

P3-39-3 抗MRSA薬の適正使用にむけた取り組み
～TDMのための薬剤師の採血指示～

○
た ま い ゆうすけ

玉井 佑典、橋本 修、槇 恒雄、木村 和也、福間 栄治、
中野 良、藤方 智也、渡邊 真弓、吹譯 靖子、伊勢田 諭、
山川 将之、藤田 憲一

NHO 浜田医療センター

【はじめに】抗MRSA薬のアルべカシン、バンコマイシン、テイコプラニ
ンは therapeutic drug monitoring（以下，TDM）の実施が推奨される代
表的な抗菌薬である。TDMを行うことにより、有効な治療効果が得られ、
副作用を回避できる用法用量を検討することが重要であるが、当院にお
いてTDMの実施は充分とは言えない。薬剤師がTDMのため血中濃度
測定の採血指示を行うことで、TDMの実施件数を増やし、医師の負担軽
減をはかると共に、抗MRSA薬の適正使用を目的とした。【方法】抗
MRSA薬の使用に関しては、薬剤科に使用報告書を提出することとなっ
ている。感染対策委員会、医局において、薬剤師がTDMのために血中濃
度測定の採血指示を行うことに対して、承認を得た。使用報告書の中に採
血指示代行入力を含めたTDMの依頼欄を組み込むことで、医師が使用
報告書の提出と共に採血指示代行入力の依頼ができるように変更した。
採血指示代行入力の依頼があった場合、薬剤師は血中濃度測定の採血指
示を行い、TDMを実施、その結果に基づいて医師に処方提案を行う。【結
果・考察】医師にかわって薬剤師が適切なタイミングで採血指示を行う
ことで、即座にTDMを開始でき、適正な抗MRSA薬の使用にむけて処
方提案ができた。今回、運用を始めたことにより、TDM実施件数の増加、
MRSA薬の適正使用につながった。医師に代わって、薬剤師が適切なタイ
ミングで血中濃度測定の採血指示を行うことは、医師の負担軽減，耐性菌
の出現を抑えるために有効な手段となると考えられる。

P3-39-4 クリティカルパスを用いたフェンタニル速放
性製剤の適正使用の取り組み

○
し ま だ いずみ

島田 泉1、彦坂 麻美1、渡邉 幸雄1、村田 加寿子2、藤田 靖明3、
佐藤 健3、阿部 康治1

NHO 豊橋医療センター 薬剤科1、NHO 豊橋医療センター 看護部2、
NHO 豊橋医療センター 緩和ケア科3

【目的】フェンタニル速放性製剤（以下、イーフェン）は、既存のオピオ
イドレスキュー薬とは使用法が大きく異なる。用量調整時など投与法が
煩雑であるため、看護師から使用に関して不安の声が多く聞かれた。そこ
で適正使用のため、事前に使用手順書およびイーフェン使用に関するク
リティカルパス（以下、イーフェンパス）を作成し、運用した。【方法】
医師、看護師、薬剤師の 3職種からなるワーキンググループを立ち上げ、
各職種が行うべき確認項目を明確化した。用量調整の方法が特に煩雑で
あったため、その際に用いるツールとしてイーフェンパスを作成した。
イーフェンパス適応期間は投与前日を除き最大 7日間とし、鎮痛効果、投
与間隔、バッカル部位への与薬、副作用などを確認項目とした。効果判定
の際は薬剤師が可能な限り立ち会い、イーフェンパスを用いて評価・運
用した。【結果】イーフェンパスを用いて評価した症例を 2例経験した。
症例 1は、50μg より投与開始、追加投与行い鎮痛効果が得られ副作用発
現もなかったが、その後投与困難となり中止となった。症例 2は、事前の
服薬指導の際、認知機能低下のため鎮痛効果を評価することは困難と判
断、医師と協議し投与中止となった。2症例とも手順書通りに行われ、イー
フェンパスを用いることで効果判定、投与間隔、副作用などが不足なく確
認出来た。【考察】手順書およびイーフェンパスを用いたことで、誤投与
はなく適正に使用出来たと考えられる。また医師、看護師および患者から
不安の声もなかったことから、このように投与法が煩雑な薬剤を使用す
る場合、事前に薬剤師主導で適正使用を目指した措置を講じることは重
要であると認識した。
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P3-39-5 フェンタニルクエン酸塩舌下錠導入における
適正使用への取り組みについて

○
とりうみ し ん や

鳥海 真也1、池田 裕晃1、筒井 秀知1、伊藤 富弘1、藤本 和利1、
河合 治2

NHO 神奈川病院 薬剤科1、NHO 神奈川病院 呼吸器内科2

【目的】平成 25 年 2 月、がん性疼痛患者の突出痛対策としてフェンタニル
クエン酸塩舌下錠である「アブストラル舌下錠」が上市され、当院におい
ても院内採用となった。しかし、その運用においては取り扱いが複雑であ
り、患者教育のみならず、処方する医師や病棟管理する看護師においても
十分に理解した上で注意して扱わなければならない。本剤の導入に際し、
呼吸器科病棟において「処方の統一化」や「服薬フローチャート」、「患者
日記」等を利用することで、安全かつ適正な使用を目指した試みを行った
ので報告する。【方法】（医師に対して）処方入力時の用法用量及び入力す
るコメントを統一した。（看護師に対して）導入時から至適用量決定まで
の服薬フローチャートを作成した。（患者に対して）患者日記を用いた疼
痛管理を行った。【結果】（医師に対して）処方入力を統一することで薬袋
の印刷する項目と服薬指導時に確認する項目が明確になった。（看護師に
対して）服薬フローチャートを用いることで、均一的な介入内容や評価方
法が可能となった。（患者に対して）患者日記により、適切に自己管理と
退院時の疼痛管理が可能となった。【まとめ】アブストラル舌下錠の投与
方法は複雑である。処方入力を統一し、服薬フローチャートを用いること
により介入方法や評価方法の標準化を行った。患者日記により退院後の
疼痛評価や服薬状況の情報を把握し情報の共有化を行った。安全に安心
して薬物治療を行える環境整備は薬剤師の重要な業務である。今後、更な
る安全かつ適切な薬物治療の実施を目指し他診療科にも拡充してきたい
と考えている。

P3-39-6 良好なアドヒアランスを維持するための薬剤
管理指導業務

○
さ さ き か な こ

佐々木 佳奈子1、和田 千鶴2、松浦 世志子3、傳法 忠久1

NHO あきた病院 薬剤科1、NHO あきた病院 神経内科2、
NHO あきた病院 リハビリテーション科3

従来、「患者がどの程度指示に従っているか」というコンプライアンス概
念のもと、患者の評価をしてきた。しかしこれは医療従事者側に偏った評
価方法であり、ノンコンプライアンス時に、原因が患者側にあるという前
提で判断されることがあった。これに対し近年では、「患者自身が病気を
理解し、治療の必要性を感じて積極的に取り組む」というアドヒアランス
概念が主流となってきた。これにより、医療従事者、患者、薬剤など、そ
れぞれの因子を総合的に評価することで、真の問題点を発見することが
でき、より効果的な治療が期待できると考えられている。すなわち、円滑
な治療かつ薬剤の適正使用を行うには、患者の良好なアドヒアランス維
持が必要不可欠であるといえる。そのためには、便宜的な対応ではなく、
患者個々にしっかりと向き合い、一歩踏み込んだ介入が必要であると考
えられる。今回は、他職種との連携を強化した上で、薬剤管理指導の面か
らアプローチした一例である。既存の薬剤情報提供書を用いた薬剤管理
指導だけではなく、訴えの傾聴、患者が求めている情報の提供、理解不足
のフォローなど、アドヒアランス概念に基づいた評価を行った。患者個々
に適した介入をし、信頼関係を築くことにより、治療意欲の向上を図るこ
とができた。

P3-39-7 他職種からみた入院カンファレンスにおける
薬剤師の役割についてのアンケート調査

○
かきごし さ き ほ

垣越 咲穂、柴田 有希子、平野 淳、伊藤 誠紀
NHO 東名古屋病院 薬剤科

【目的】当院では、平成 21 年 4 月から脳卒中の急性期治療を終え、リハビ
リ目的で転院してきた患者に入院カンファレンスを実施している。カン
ファレンスでは入院時の患者情報を共有し入院後の治療方針を確認して
いる。薬剤師は持参薬の内容を確認しその情報を提供している。今回、こ
れまで行ってきた薬剤師のカンファレンス時の対応を評価し、今後どの
ような改善をすべきか検討するためにアンケート調査を行った。【方法】
調査期間は平成 26 年 3 月とし、入院カンファレンスに参加している医師
7名・看護師 12 名・PT3 名・OT4 名・ST3 名・ケースワーカー 2名に
対し、現状の薬剤師の患者への対応や説明の評価、副作用歴や関心を寄せ
ている持参薬の内容、今後薬剤師に対する要望についてアンケート調査
を行った。【結果】薬剤師の説明時間とその内容、患者からの質問への対
応の評価は概ね適当であった。患者の副作用歴や持参薬の内容、注意すべ
き薬について、全体の約 85％が理解できると回答していた。また職種別
に関心を寄せている薬については、医師や看護師は出血や低血糖リスク、
PT・OT・STは出血や低血糖リスクに加えて、転倒リスクのある薬にも
関心が高い傾向が見られた。ケースワーカーは高価な薬に関心が高かっ
た。【考察】今回のアンケート調査で、薬剤師のカンファレンスにおける
対応は概ね良好と思われた。また各職種が出血、低血糖、転倒リスクのあ
る薬に関心が高く、この理由としてはリハビリを目的とした入院生活を
円滑に行うため、各職種が注意すべき点を十分に理解していると考えら
れるので、この点を重視し情報提供していきたい。

P3-40-1 腎機能障害を有する2型糖尿病患者における
リナグリプチンの有用性に関する検討

○
ひこさか あ さ み

彦坂 麻美1、辻 香里1、島田 泉1、阿部 康治1、百々 修司2

NHO 豊橋医療センター 薬剤科1、NHO 豊橋医療センター 内科2

【目的】リナグリプチンは、胆汁排泄型のため腎機能低下例においても減
量せずに投与可能であり、糖尿病性腎症に対する血糖コントロールに期
待が出来る。そこで、腎機能低下患者におけるリナグリプチンの血糖降下
作用について検討した。【方法】対象は、2013 年 2 月から 2013 年 11 月の
間に豊橋医療センターにてリナグリプチンの投与を開始し、前後 7日以
内に 1日 6検の血糖日内変動（以下、ターゲス）を測定した患者とした。
方法は、年齢、性別、尿中C�ペプチド、クレアチニンクリアランス（以
下、Ccr）をレトロスペクティブに調査した。腎機能正常群（Ccr≧50）と
腎機能低下群（Ccr＜50）の 2群に分け、血糖降下作用についてリナグリ
プチン投与前後のターゲスを比較検討した。【結果】リナグリプチン投与
前後のターゲス結果は、腎機能正常群（7例）では 14.4±16.1、59.0±13.8
（P＜0.01）、43.7±16.2（P＜0.05）、48.4±21.6、37.4±13.4（P＜0.05）、47.3±
26.7mg�dL（順に朝前、朝後 2h、昼前、昼後 2h、夕前、夕後 2h）低下し、
腎機能低下群（5例）では－1.8±17.5、38.0±33.9、37.4±40.1、44.4±40.0、
40.4±27.2、69±39.3mg�dL 低下していた。【考察】リナグリプチン投与に
より、腎機能正常群では朝後 2h、昼前、夕前において有意に血糖が低下
し、より高い血糖降下作用が見られた。腎機能低下群では、有意差は得ら
れなかったが、血糖が低下する傾向は見られた。腎機能低下群では、血糖
降下作用にばらつきが大きく、患者背景を踏まえさらに細分化した検討
が必要であると考えられる。また、今回の調査はリナグリプチンの短期的
効果について検討したが、長期的効果についても調査していきたいと考
えている。
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P3-40-2 慢性C型肝炎におけるペグインターフェロン
（PEG�IFN）＋リバビリン（RBV）＋シメプレビ
ル（SMV）の効果及び副作用の調査

○
おおたに あ き

大谷 亜希1、平井 みなみ1、有泉 牧人1、池滝 晶子1、
西村 富啓1、佐橋 幸子1、松島 昭三2、小松 達司3

NHO 横浜医療センター 薬剤科1、NHO 横浜医療センター 消化器内科2、
NHO 横浜医療センター 臨床研究部3

【目的】
慢性C型肝炎における 3剤併用療法（PEG�IFN＋RBV＋SMV）が 2013
年 11 月に認可され、当院では同年 12 月に開始された。導入前の服薬指導
において、治療に対して不安の声も聞かれていたため、適切な服薬指導
ツールが必要と考え、本療法の効果及び副作用について調査した。
【方法】
対象は当院消化器内科で 3剤併用療法（PEG�IFN＋RBV＋SMV）を 2013
年 12 月から 2014 年 4 月に開始した慢性C型肝炎患者 15 例。観察期間は
投与開始日から 2014 年 5 月まで。カルテ、服薬指導記録、服薬日記をも
とに、調査項目として投与量、投与期間、治療効果、副作用、血液検査値、
処方薬を調査した。
【結果】
治療効果に関して、1例を除いて投与 4週間以内にHCV�RNAは陰性化
した。副作用は全例に認められ、Day8 まででは 13 例であった。皮膚症状
は 6例、インフルエンザ様症状は 9例、Grade2 以上の白血球減少は 10
例、好中球減少は 12 例、ヘモグロビン減少は 3例、血小板減少は 1例で
認められた。薬剤減量は 11 例でみられ、内訳は PEG�IFN で 5 例、RBV
は 8例であった。副作用重篤化による脱落例は認められなかった。
【考察】
副作用は全例に認められ、多くの場合 day8 までに発現することが分かっ
た。副作用発現例も PEG�IFN、RBV減量や対症療法としての薬剤追加に
よって治療継続可能となっている。HCV�RNAは観察期間内では高率に
除去できたため、減量例や副作用発現例でも継続することが治療効果に
寄与していることが分かった。そのため、発現する可能性のある副作用に
ついて、あらかじめその対処法や発現時期を伝えることで、患者の精神的
な負担を軽減し治療継続に貢献できると考えている。現在これらのデー
タを元に服薬指導支援ツールの作成を検討している。

P3-40-3 パーキンソン病患者のDBS埋め込み術と抗
パーキンソン病薬の関係について

○
いのうえ あ す か

井上 明日雅、阪口 智香、本田 芳久、中筋 千佳、
安井 みのり、中西 彩子、松本 勝好

NHO 奈良医療センター 薬剤科

背景�目的：パーキンソン病とは脳内のドパミンが減少することにより
無動、振戦、筋固縮等の症状をきたす疾患である。対処療法として抗コリ
ン薬、ドパミン受容体刺激薬、レボドパ製剤、MAOB選択的阻害薬、末
梢性COMT阻害薬等による薬物治療の他に重度のパーキンソン病患者
には脳深部刺激装置埋め込み術（deep brain stimulation（以下DBS））を
行う。DBSとは刺激発生器（パルス発生器）、電極（リード）、延長用電極
（エクステンション）から構成される植え込み型装置を脳に埋め込む手術
であり、術後に幻覚、妄想、衝動的行動等の症状を起こすことが知られて
いる。一方DBSを施行する患者の多くは術前より抗パーキンソン病薬を
投薬しており、それ自体に幻覚、妄想、衝動的行動等の副作用があること
から発現頻度が高まる。今回我々は術前に服用していた抗パーキンソン
病薬と幻覚妄想の発現との関係について調査したので報告する。

P3-40-4 リフィーディングシンドローム発症予防を
行った1例

○
とくどめ ゆ う た

徳留 雄太、岡野 朋果、小林 美沙樹、市田 泰彦、高橋 邦雄、
齊藤 真一郎

国立がん研究センター東病院 薬剤部

【目的】高度栄養不良を伴った担癌患者の静脈栄養療法に薬剤師が介入
し、重篤なリフィーディングシンドローム（以下RS）の発症を 2回予防
する事が出来たため報告する。【症例】患者は 28 歳、女性。BMI は 12.7。
18 歳の時に後腹膜腫瘍となり、2005 年から 2013 年にかけて 6度の手術
施行後、膵空腸吻合部裏側に腫瘍残存のため化学療法へ変更となった。
DXR2 コース施行後 SDとなり、AI 療法（DXR＋IFM）投与のため入院
となった。【経過】入院時嘔気による食事摂取困難であり、中心静脈栄養
が開始となった。しかし低栄養状態であったためRS発症を懸念し、投与
栄養量を漸増すること、血清 IP、K値の測定依頼を行った。投与栄養量の
増量に伴いしびれや血清 IP 値の低下を認めたが、電解質の補正を行い改
善した。栄養療法は不十分な状態であったが、化学療法終了に伴い退院と
なった。その後、AI 療法 2コース施行後 SDとなり、パゾパニブ施行する
も有害事象のためにBSCとなった。嘔気、下痢等による食事摂取困難は
継続しており、再入院後から中心静脈栄養療法が開始された。高度の栄養
不良状態からRS発症が懸念され、投与栄養量の漸増と血清 IP 値の測定
を依頼した。その後血清 IP 値の低下及びしびれの発現が見られ、栄養量
の調節と電解質の補正を行い、血清 IP 値及びしびれは改善した。状態改
善後、退院となった。【考察】入院時、高度栄養不良状態であったが、早
期からの介入を行い、重篤なRSの発症が回避できたと考えられる。高度
栄養不良患者の栄養療法開始にあたっては、RS発症の予防のために慎重
な栄養投与量の増減と電解質のモニタリングが必要と考えられる。

P3-40-5 当院における新規抗てんかん薬使用患者の使
用剤数実態調査

○
や ま だ まさひろ

山田 真大1、大竹 将司1、小金澤 佑太1、鈴木 隆史1、
加藤 由起子1、平岡 潤也1、山崎 英明1、関川 敬1、
鈴木 康二朗1、伊藤 巌3、高橋 省三1、齊藤 真一郎2

NHO 西新潟中央病院 薬剤科1、国立がんセンター東病院2、NHO 箱根病院3

【背景・目的】てんかんの薬物治療は副作用の軽減や相互作用の回避等の
観点から可能な限り単剤での治療が望まれるが、当院はてんかんの専門
施設であり難治の患者が多く、やむを得ず多剤併用を行っている。近年、
新規抗てんかん薬の登場もあり海外では使用剤数減少の報告が見られ
る。そこで今後の抗てんかん薬適正使用推進のため当院の新規抗てんか
ん薬使用患者の使用剤数を調査し、当院の抗てんかん薬使用状況につい
て検討した。
【対象・方法】2007 年 4 月から 2012 年 3 月までに新規抗てんかん薬を導
入した入院・外来患者且つ手術の影響がない患者について、カルテによ
る質的帰納的研究（連結可能匿名化）を国立病院機構西新潟中央病院倫理
審査委員会の承諾を得て行った。
【結果】対象期間の症例数は 136 例（男性 69 名、女性 67 名）、期間全体の
平均使用剤数は 2.76 剤であった。各年 4月の平均使用剤数は 2.72→2.66
→2.72→2.82→2.88 剤と推移していた。
【結論】当院においては、新規抗てんかん薬を導入した患者の平均使用剤
数は 3剤以内であった。これは日本神経学会監修のてんかん治療ガイド
ラインに沿って適切に使用されていたと考えられる。しかし、新規抗てん
かん薬の発売後（2008 年以降）は使用剤数が増加傾向にあり、新規抗てん
かん薬は使用剤数の減少に有用であると言える結果ではなかった。要因
として単剤投与不可と処方追加後からの短い調査期間が挙げられる。現
在国内において新規抗てんかん薬単剤使用の治験が実施中であり、今後
も引き続き検討していく必要があると考えられた。
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P3-40-6 当院における FOLFIRINOX施行患者の副作
用評価

○
み た け ま り こ

三竹 真里子、井上 尚彦、小川 奨、百武 宏志、小林 明信、
高木 章次

NHO 埼玉病院 薬剤科

【目的】本邦において、新規膵癌患者は年々増加傾向にあるものの、治療
選択肢が少ないことが問題となっていた。近年、膵癌に対してFOLFIRI-
NOX療法が適応追加となり、当院でも 2014 年 2 月に導入された。本療法
は高度の骨髄抑制等の副作用発現が多いとされるため、予防や早期対策
が重要であると考えられる。そこで今回、当院で施行された患者における
副作用発現状況やその時期について検討を行うこととした。
【方法】当院でFOLFIRINOX療法を導入した患者を対象に調査を行っ
た。副作用の発現状況や時期について、過去施行患者に対しては後方視
的、新規施行患者に対しては前方視的にデータを収集した。特に高頻度で
出現するとされる骨髄抑制や下痢に関して評価を行った。なお、評価は
JCOG版有害事象共通用語基準CTCAE（ver4.0）に基づいて行った。
【結果】対象としたFOLFIRINOX施行患者（N＝6）の平均年齢値は 66.3
歳±8.8 であり、男女比は 1 : 1、原発部位としては膵頭部癌（50％）、膵体
部（50％）であった。共通して認められた副作用は、骨髄抑制、下痢、腹
痛、末梢神経障害であった。このうち、Grade 3 の好中球減少・白血球減
少が認められた例が 87％、Grade 2 の下痢が認められた例は 33％であっ
た。治療の中止例は、治療とは無関係の死亡による中止が 1例であった。
【考察】国内臨床試験の結果と比べて、好中球減少症は同等であったもの
の、他の副作用に関しては PS良好であったため発現頻度は少なかった。
今後増加していくと考えられる同療法施行患者におけるQOL維持のた
め、副作用の早期発見と対策が重要である。今回の結果を参考として今後
さらにデータを集積し、詳細な評価を行っていきたい。

P3-40-7 適用部位反応によりロチゴチン貼付剤の使用
を中止したパーキンソン病患者に、スキンケア
指導を徹底することで再導入出来た一例

○
お く の さ ち こ

奥野 幸子1,3、木村 隆2,3

NHO 旭川医療センター 薬剤科1、NHO 旭川医療センター 脳神経内科2、
NHO 旭川医療センター パーキンソン病センター3

【目的】パーキンソン病（PD）の治療は L�dopa とドパミンアゴニストを
中心とした薬物療法が主体だが、治療薬の長期服用による運動合併症が
問題となる。その予防・軽減にはドパミン受容体の持続的刺激（CDS）が
有効と考えられている。ロチゴチン貼付剤は、CDSの実現が可能な製剤と
して期待されるが、頻発する適用部位反応への対応が必要である。今回、
適用部位反応により中止した患者へ再導入を試みる機会を得たので報告
する。【症例】75 歳、女性。2013.5 ロチゴチン貼付剤 4.5mg 開始となり導
入指導を実施。7日目に軽度発赤・掻痒感が出現。ジフェンヒドラミン外
用剤を開始し掻けば治まる程度となり、13.5mg まで増量し退院。運動症
状の日内変動は軽減したが、皮膚症状悪化にて 4ヶ月目に中止。ロピニ
ロール徐放錠への変更で日内変動が増悪した。2014.4 ロチゴチン貼付剤
再導入目的で入院。失敗要因を貼付部位のローテーション、スキンケア、
掻痒感対策の不足と考え、スキンケアの重要性・方法を重点的に指導、ヘ
パリン類似物質クリームによる保湿を開始。スキンケア継続が可能に
なった。9mgで再開。初日より発赤・掻痒感が出現。クロタミトン・ヒド
ロコルチゾン配合クリームにて掻痒感が軽減した。13.5mg へ増量した
が、ベポタスチンベシル酸塩錠の開始にて、更に軽減した。その後も増悪
は無く退院となった。【考察】ロチゴチン貼付剤の継続には、スキンケア
と貼付部位のローテーションに重点を置いた指導と十分な掻痒感対策を
行うことが重要だと考える。今回の症例は、本人への指導でスキンケアの
継続が可能となったが、本人のみでは継続が難しい場合も多く、可能な限
り家族を含めて指導を行う必要があると考える。

P3-41-1 経済面から見た第2種高気圧酸素治療装置

○
いりふね りゅうじ

入船 竜史、原 和信
NHO 呉医療センター ME管理室

【はじめに】現在、第 2種高気圧酸素治療装置保有施設は、適正とはいえ
ない診療保健点数により採算が得られない状況にあり、治療装置存続に
向けた経費削減を行う必要がある。今回、当院におけるこれまでの収支と
経費削減方法について検討した。【方 法】治療装置を更新した 2000～
2013 年の 14 年間の治療実績を対象とした。また、支出を抑えるための経
費削減方法から、削減金額を算出した。【結 果】14 年間の治療実績は約
4,800 症例に対し 58,500 回の治療を行い、収支総額は約 21,870 万円の赤
字であり、減価償却を除くと約 16,630 万円の黒字であった。経費削減方法
として、待機時間に治療装置電源を切ることで 1日 2,275 円、治療室内照
明を 20 灯から 6灯へ変更し治療を行う事で 1日 400 円の削減効果が得
られる。また、年次点検費では毎年交換している治療室内照明灯を消耗す
るたびにスタッフが交換することで、約 5万円の削減効果が得られる。こ
れらすべての削減により年間約 90 万円の支出削減が期待できる。【考
察】治療装置の減価償却が終了した現在、年間約 1,190 万円の黒字である
が、これまでの純利益は治療装置購入費の約 45％にしか相当しておら
ず、収支総額は 21,840 万円の赤字である。今回、年間約 90 万円の経費削
減方法を検討し、年間支出総額の約 5％相当の経費削減を可能としたが、
治療装置存続に向けたさらなる経費削減を検討する必要があると考え
る。今後、臨床工学技士が整備の一部を行うことで、年次点検費の削減が
可能であり、また、治療実績の 83％を耳鼻科疾患が占めている現状より、
院内外への高気圧治療普及活動を積極的に行い、他の診療科からの紹介
を増加させ、患者数確保につなげたいと考える。

P3-41-2 エネルギーデバイス装置の点検への取り組み

○
にしはら ひろまさ

西原 博政、小川 昌之、竹原 知保、岸田 透
NHO 福山医療センター ME管理室

【目的】第 65 回国立病院総合医学会で『電気メスの点検への取り組み』を
報告した。以前に作成した電気メス簡易チェッカーでは、電気メスのmo-
nopolar 出力と対極板のREM機能の点検しかできなかったため、LigaS-
ure、ENSEALのようなシーリングデバイス装置の点検はできなかった。
そのため、シーリングデバイス装置の点検はメーカー点検を行うしか方
法がなく、特に術中トラブル時には対応が困難であった。そこで、シーリ
ングデバイス装置の出力を把握可能な自作簡易チェッカーを作成し点検
を行ったので報告する。
【方法】LigaSure、ENSEALを使用可能なシーリングデバイス装置を出力
した際、電球を点灯可能な回路を作成し、電球の明るさを照度計で計測す
る。Bipolar 出力を利用した LigaSure、ENSEALは 2 枚の銅板の間に絶縁
対を設け、銅板に出力することで電球が点灯可能となる。電球は外部から
の光に影響されないように遮光可能なボックスに入れ照度計センサーは
ボックス内の一定した位置にて計測を行った。メーカー点検完了後のエ
ネルギーデバイス装置の出力値を基準とし、測定した照度をもとに点検
表を作成した。
【考察】自作簡易チェッカーを用いることでシーリングデバイス装置の出
力を照度として把握することができた。点検時や術中トラブル時には容
易に出力点検ができ、装置の故障の発見に役立つことが可能である。
【結語】エネルギーデバイス装置は院内で点検が可能となったが、自作し
た簡易チェッカーでは出力の測定のみであり、出力時の周波数などは把
握できないためメーカー点検も必要となる。
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P3-41-3 細菌同定検査を用いた当院の透析液清浄化の
取り組み

○
とよさわ し ん ご

豊澤 真吾1、高木 規衣1、増村 俊臣1、角川 良行1、住元 了2

NHO 柳井医療センター 臨床工学技士1、NHO 柳井医療センター 外科2

【背景】当院は 2013 年 6 月より病棟新設のため透析センターを移設した。
移設に伴い、以前から使用していた日機装社製多人数用透析液供給装置
（以下DAB�E）、人工透析用逆浸透精製水システム、各粉末溶解装置、患
者監視装置は移設し配管は新設した。しかし、移設以降DAB�E内で採取
した透析液の生菌数が、移設前（平均 0.45CFU�ml）と比較して増加傾向
（平均 1.26CFU�ml）を示した。移設以降の生菌数は日本透析医学会の透析
液水質基準 2008 の基準範囲内（100CFU�ml）だが、日本臨床工学技士会
の透析液清浄化ガイドライン 2014（Ver.2.01）では生菌数の管理基準値 1
CFU�ml 未満と定められており、この値からは高値となる。
【目的】生菌数が増加傾向を示した原因として、移設による影響、生菌測
定時の手技ミス、薬液に耐性をもった細菌の存在またはDAB�Eに対す
る消毒不足などが挙げられた。そこで、我々はBML社の細菌同定検査に
より細菌の種類を把握し、生菌数の減少を狙い対策を検討した。
【方法】日本ポール社製 37mmクオリティモニターを用いた生菌測定の結
果、特に生菌数の増加がみられたDAB�E内から検体 50ml を採取した。
その検体 50ml を BML社に細菌同定検査を依頼し、細菌数および種類を
把握し消毒方法及び消毒時間を変更した。
【結果】生菌数をクオリティモニター検出感度以下にすることはできな
かったが、消毒方法を変更し実施することで、移設以降に増加傾向を示し
ていた生菌数を減少させることができた。
【考察】細菌の種類を把握し、消毒方法を変更することで、生菌数を減少
させることができた。そのため、細菌同定検査は生菌数を減少させるため
に有用な手段であると思われた。

P3-41-4 末梢血幹細胞採取業務における臨床工学技士
の役割

○
た な か しょう

田中 翔1、佐藤 元彦1、深谷 隆史1、小川 竜徳1、高野 太輔1、
横谷 翔1、部田 健人1、川上 由以子1、石塚 幸太1、
萩原 將太郎2、尾登 香澄3

国立国際医療研究センター病院 医療安全管理部門1、
国立国際医療研究センター病院 血液内科2、
国立国際医療研究センター病院 開発医療部3

【目的】
当院では末梢血幹細胞採取（以下 PBSCH）を血液内科病棟・幹細胞採取
室で血液内科医師と看護師で実施していたが、2012 年 1 月より臨床工学
技士（以下CE）が携わる事となった。現在までの経過から、問題点や課
題を元に有用性を検討したので報告する。
【経過】
これまでは、医師が回路のプライミング、穿刺、採取中の機器操作を行っ
ていた。医師数の減少に伴い血液内科からの依頼があり、2012 年 1 月から
CEが業務に携わる事となった。当時、PBSCH経験のあるCEはおらず、
他施設にて見学経験のある 1名を担当者とし、回路のプライミング、機器
操作はCEが行う事となった。そのため、医師の拘束時間は原則開始時の
みとなり、外来や病棟業務が実施できるようになった。また、CEが携わ
る事で採取装置の計画的な保守点検を実施できるようになった。CEが
PBSCHに携わり始めてからの症例数は 2012 年 21 件、2013 年 29 件、
2014 年 5 月までで 13 件である。
【考察】
PBSCHは採取予定日に必ず実施できる訳ではなく、患者の検査結果によ
り休日に実施する事もある。また、他業務と重なってしまう場合や代休な
どで担当のCEが不在になる事もあった。携わって 1年半後、1名であっ
た担当者を 2名とした。年間症例数が少ない為、技術の維持、トラブル対
応の為には 3名程度の人員が適切だと思われる。
【まとめ】
PBSCH業務に CEが携わる有用性を検討した。医師の拘束時間が無くな
り、業務負担減少に繋がった。機器トラブル時の対応や、計画的な保守点
検が実施できるようになった。年間症例数が少ないため、人数を限定して
技術を習熟する必要がある。PBSCH業務に CEが携わる事が有用であっ
たと思われた。

P3-41-5 ヘパリン起因性血小板減少症疑い症例に対し
てアルガトロバンおよびナファモスタットを
用いて経皮的心肺補助を管理した1例

○
し の だ さとる

篠田 悟
NHO 名古屋医療センター 臨床工学室

【症例】76 歳、男性、体重 55.8Kg、DM、肺気腫、肺癌術後、2012�12
に CAGを行い、＃2 : 100％・＃5 : 75％・＃13 : 90％・左総腸骨：100％、
手術適用だが希望されず。第 1病日に労作性狭心症に対し PCI 施行。同
日、ASTを起こす。IABP（右上腕）PCPS（右大腿）を導入し、ステン
ト内血栓を吸引および POBAを行い帰室する。主治医よりHITの疑いが
低いが念のためヘパリン使用を中止し、アルガトロバンにて抗凝固管理
を依頼される。【PCPS 経過】アルガトロバン 10mgをボーラス投与を行
い、1μg�kg�min にて持続投与を開始した。12 時間ごとのAPTTを 60
秒以上、2時間毎のACTを 200 秒以上を目標に管理した。第 7病日、少
量の下血を認めたため、アルガトロバン投与量（1.2g�kg�min、APTT :
50.6 秒、ACT : 184 秒）の増加は好ましくないため、ナファモスタットを
30mg�h にて PCPS 回路内に投与開始。第 9病日、抜去時の止血が困難と
なるためアルガトロバン投与を中止したいと心臓血管外科より依頼され
る。アルガトロバンを 0.22μg�kg�min まで減量、ナファモスタット投与量
を 75mg�h に増量。APTT : 79.5 秒、ACT : 247 秒。PCPS 離脱する（体外
循環時間 191 時間 28 分）【考察】体外循環において、心臓手術や血液浄化
の際にACTを指標としてアルガトロバンを安全に投与した多数の報告
や本症例のように 2型 HITではなかった症例に対し PCPS をヘパリン
使用時と同程度のACTを目標にし、アルガトロバン投与量を決定し安全
に施行した報告もある。今回は、出血や止血困難を回避するため、できる
だけアルガトロバンを減量しナファモスタットを併用することにより
APTTおよびACTを保つことにより、PCPS の抗凝固を管理できたが、
さらなる検討も必要と考える。

P3-41-6 セントラルモニタと送信機の脈拍数（PR）に誤
差を経験して

○
さ と う ま さ き

佐藤 将樹、小林 克之、中原 葵、佐藤 裕一、石橋 康伸、
木村 敏和、大島 孝

NHO 埼玉病院 臨床工学室

【はじめに】小児科病棟にて、日本光電株式会社製セントラルモニタWEP
－5218（以下セントラルモニタ）と日本光電株式会社製送信機 ZS－530
P（以下送信機）を使用していた。その際に、脈拍数を PR（SpO2）で表
示していたが、表示値に誤差が生じた。実際に、送信機の内部設定には
「C」と「8」という設定項目があり、測定値の解析と送信方法に違いがあっ
た。そこで、誤差の違いについて検討したので報告する。【方法】送信機
の内部設定項目の「C」と「8」にて、セントラルモニタと送信機の距離を
10mとし、それぞれ安静時、体動時の状況を模擬し、PR（SpO2）の表示
値を測定した。【結果】送信機を「C」に設定し、安静時では、送信機の測
定値が 70±7bpm、セントラルモニタの表示値が 69±6bpm、体動時では、
送信機の測定値が 75±4bpm、セントラルモニタの表示値が 75±4bpm
であった。次に「8」に設定し、安静時では、送信機の測定値が 66±2bpm、
セントラルモニタが 67±3bpm、体動時では、送信機の測定値が 68±2
bpm、セントラルモニタの表示値が 94±23bpmであった。【考察】「C」設
定では、送信機で解析を行ったデータをセントラルモニタに送信してい
る為、体動時にも誤差がほとんど見られないと考える。また、「8」設定の
場合では、それぞれに解析ソフトが組込まれている為、解析データにばら
つきがあり、表示値に誤差が見受けられるのではないかと考える。【結語】
内部設定が「8」の場合では、PR（SpO2）の値が体動時に誤差を生じた。
今後内部設定の見直しをおこない、表示値に安定性を確保する必要があ
る。
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P3-42-1 ネーザルハイフローと他の酸素療法機器を併
用したときの流量に及ぼす影響

○
ほ ん て さとし

本手 賢、西村 英夫
NHO 旭川医療センター 統括診療部

【緒言】酸素療法に使用される機器としてインスピロンネブライザ（以下
インスピロン）のほか近年、ネーザルハイフロー（以下NHF）など高流
量で酸素投与可能な機器が増えてきた。当院では主に間質性肺炎などの
呼吸器疾患に用いられ、NHF単独でも酸素化が保てない場合、インスピ
ロンを酸素アウトレットからY字管を介して併用し、酸素を投与するこ
とがある。NHFは最大流量が 60L�min であり、他の酸素療法機器を併用
すると、ひとつのアウトレットから 60L�min を超える高流量を取り出す
ことになる。このような使用法において各々の機器の流量に影響を及ぼ
さないか検証したので報告する。【方法】NHF、インスピロンそれぞれ単
独で流量設定し、実際に出力される酸素流量をフローアナライザ（imt
メディカル社製 PF�300）を用いて測定、各機器に異常がないことを確認
したうえで、酸素アウトレットにY字管を差し、NHFとインスピロンを
接続し、それぞれ 5L�min ずつ流量を上げていったときの各機器から出
力される流量を測定する。【結果】単独で使用したときの設定と流量の誤
差の平均は、NHF�5.4％、インスピロン�1.4％であった。NHFとインスピ
ロンを併用したときの誤差の平均はNHF�5.3％、インスピロン�2.7％で
あり、それぞれ単独使用したときと併用したときとでは誤差に大きな違
いはなかった。【結論】ひとつのアウトレットからNHFとインスピロンを
併用し、それぞれ最小流量から最大流量まで設定しても出力される流量
には影響を及ぼさないことを確認した。今回のように、複数の機器から構
成されるシステムにおいて、各機器が他の機器に影響を及ぼさずに使用
できるかを検証することは医療機器の安全使用のために有用である。

P3-42-2 人工呼吸器の購入とレンタルに関する検討

○
お か の たく

岡野 卓、齋藤 雅典
NHO あきた病院 臨床工学技士室

【諸言】当院では、これまでレンタル器を中心に運用していたが、平成 24
年から 2年間でトリロジー 100 及び O2 を計 45 台購入した。そこで、レン
タル器から購入器へ移行したことによって、どのくらいコスト削減が期
待できるか、また、臨床工学技士がどのように介入すべきか検討した。
【目的及び方法】人工呼吸器の耐用年数である 8年間における、レンタル
器のレンタル料と購入器の購入費及びメンテナンス料を算出し、比較し
た。【結果】レンタル器と購入器のコストを比較すると、トリロジー 100
が 3 年 11 ヶ月、トリロジーO2が 3 年 10 ヶ月で、レンタル器が購入器を
逆転することが分かった。さらに購入器の修理がなかったと仮定した場
合、8年間で 1台につき、トリロジー 100 は 295 万 6350 円、トリロジー
O2は 363 万 6900 円の差があることが分かった。それにより、購入した 45
台を合計すると、1億 4664 万 6750 円のコスト削減が期待できる。【考察】
メリットとして、レンタル器使用においては、最新の機種が使用できるこ
とや、定期点検や故障時の修理にコストがかからないこと、購入器ではレ
ンタル料が不要でトータルコストを削減できることや、機器の経時的な
変化が分かることが挙げられる。デメリットとしては、レンタル器ではレ
ンタル料が高額であること、購入器では、設計上の問題や個別の欠陥が
あった場合等、新たな機種への切り替えが困難になることが考えられる。
【結語】レンタル器から購入器に移行したことで大幅なコスト削減が期待
できるが、それによりメーカーの保守点検が有償になる。しかし、安全性
を確保するためには、臨床工学技士による個別の機器管理台帳の作成に
より、データ管理や保守点検が必要である。

P3-42-3 形状の異なる呼気ポート式回路での作動音評
価

○
お か の やすたろう

岡野 安太朗1、田上 敦朗2、高橋 和也3、駒井 清暢3

NHO 医王病院 臨床工学室1、NHO 医王病院 呼吸器内科2、
NHO 医王病院 神経内科3

【目的】在宅型人工呼吸器では簡易な人工呼吸器回路（以下回路）が理想
的なため、呼気ポート式回路の採用が多くなってきている。そのため、機
種が増えることにより、回路の種類を多く在庫管理する問題が出てきた。
回路の統一を検討するためTrilogy100 を使用し、インターサージカル社
製 IS ディスポ回路パッシブ（以下 IS）と Drager 社製 VentStar Carina
Leak V（以下VS）による音の大きさについて検証した。
【方法】Trilogy100 を IS またはVSで SmartLung に接続し、吸気一回換
気量（Vti）、呼吸回数（f）、吸気時間（Ti）、PEEPを下記の設定で作動さ
せた。騒音計DT�815（CEM社製：DT）を呼気ポートより 1mと 15cm
離した位置に固定し、A特性で最大音量と最小音量を測定した。またそれ
ぞれの回路での最大フローとリークについて比較した。Trilogy100 の設
定は 1）Vti＝100、f＝16、Ti＝0.6、2）Vti＝300、f＝15、Ti＝1.0、3）Vti＝
500、f＝15、Ti＝1.0 とし、PEEPはいずれも 4とした。
【結果】1mの最大音量は、IS で 1）31.4dB、2）32.3dB、3）40.7dB であり、
VSでは 1）28.5dB、2）30.5dB、3）33dB。最小音量は IS で 1）28.4dB、
2）28.5dB、3）31.4dB であり、VSでは 1）27.9dB、2）28.6dB、3）29.4
dB。IS での最大フローは 1）26.1L�min、2）33.8L�min、3）38.6L�min、
リークは 1）14L�min、2）18L�min、3）19L�min であり、VSでの最大フ
ローは 1）27.9L�min、2）35.4L�min、3）39.2L�min、リークは 1）15L�min、
2）18L�min3）19L�min であった。
【結論】今回行ったTrilogy100 の設定では、VSにおいて最大フローや
リークが IS に比し増加していた。しかし作動音はどの設定でも軽減して
おり、Trilogy100 や Drager 社製汎用機と同じ回路を使うことにより、在
庫管理の統一ができる。

P3-42-4 人工肺交換用エマージェンシーキットを作成
して

○
や の ひ ろ き

矢野 宏貴1、藤本 照久1、川崎 徹也1、岩熊 秀樹1、大石 一成2、
田中 秀幸3

NHO 別府医療センター 麻酔科 臨床工学1、
NHO 別府医療センター 麻酔科2、NHO 別府医療センター 心臓外科3

【背景・目的】日本体外循環技術医学会でのアンケート結果によると、心
臓外科の手術で、人工心肺操作中に 300 例に 1例人工肺内圧異常が起こ
り、1000 例に 1例人工肺が固まり人工肺の交換を余儀なくされる症例が
報告されている。人工肺交換による虚血時間の短縮を目的にエマージェ
ンシーキットを作成し、シミュレーショントレーニングを行ったので報
告する。【方法】人工肺交換時の準備時間（プライミング含む）と虚血時
間に分けて時間を測定した。初回交換時の時間と問題点をあげ、定期的な
練習を行った後の交換時間を比較検討した。【結果】エマージェンシー
キットを作成したことにより、接続などの準備の時間は短縮出来たもの
の、虚血時間の短縮には至らなかった。初回の平均交換時間は 14 分 35
秒で平均心筋虚血時間は 9分 56 秒であった。問題点は、狭い空間での作
業になるので清潔操作が困難。鉗子の位置の確認や回路切断する場所を
迷う。役割分担が出来ていない。などが上がった。定期的な練習後、平均
交換時間 7分 15 秒で平均心筋虚血時間は 3分 45 秒であった。【考察・結
語】エマージェンシーキットを作成し、人工肺の交換に要する時間は短く
なったが、虚血時間の短縮には至らなかった。交換の手順の見直しや定期
的な練習を行うことで、虚血時間の短縮が可能であった。人工心肺中は低
体温であるが、虚血時間を 3分以内にすることを目標に、定期的な人工肺
交換の練習を行い最悪な状況にも対応出来るよう備えたい。
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P3-42-5 モニタ送信機故障防止のためにシリコンカ
バーを導入して

○
な ご し た か こ

名越 貴子1、人見 允隆1、村田 武1、久留 聡2、安間 文彦3

NHO 鈴鹿病院 臨床工学室1、NHO 鈴鹿病院 臨床研究部2、
NHO 鈴鹿病院 内科3

【背景】
入院患者の加療や療養上、常時モニタリングが必要な患者のバイタルサ
インは送信機を介しセントラルモニタで管理をする方法が多くの医療施
設でとられている。当院では現在送信機が 85 台稼働しているが、以前か
ら故障が多く、修理費用は高額で修理期間も長く機種によっては修理不
可で廃棄となり、代替器を使用しても必要数が不足することが懸念され
た。これらの故障は筺体の破損を伴うことが多く、転落等の衝撃が一因だ
と考えた。故障防止対策として、まず取扱いの注意喚起を行ったが状況は
変わらなかった。そこで転落時の衝撃を吸収するようなシリコンカバー
の装着を考え、平成 24 年 4 月から導入した。今回はシリコンカバー装着
前後の故障件数と修理費用の推移を調べたので報告する。
【方法】
日本光電製送信機 ZS－930P と ZB－930P にタカチ電機工業製シリコン
カバー LCSC115H（約 400 円�個）を装着し、装着前 2年間と装着開始後
2年間との故障件数と修理費用を集計し比較した。
【結果】
故障件数は装着前 14 件、装着開始後は 7件発生した。修理費用は装着前
で総額 1,162,430 円、装着開始後は総額 152,880 円であった。
【考察】
シリコンカバーが筺体や機体内部の精密部品の破損を引起す転落等の衝
撃を吸収し、故障件数や修理費用の減少の一因に繋がったと考えられる。
一方、装着後も故障が発生した原因は、シリコンカバーが吸収しきれない
強い衝撃が機体に加わったことや機体自体の経年劣化による故障率の増
加が考えられる。
【結論】
送信機にシリコンカバーを装着することは、故障件数や修理費用の減少
に繋がり、医療機器保守管理上、有益と思われた。

P3-42-6 中央管理室での新しいバッテリー充電方法に
ついて

○
お が わ まさゆき

小川 昌之、西原 博政、竹原 知保、岸田 透
NHO 福山医療センター ME管理室

【はじめに】多くの医療施設で輸液ポンプ、シリンジポンプ、人工呼吸器
をはじめとした医療機器が中央管理されている。当院でも輸液ポンプ 86
台、シリンジポンプ 49 台、人工呼吸器 23 台を中央管理しているが、保管
場所にコンセントの差込口が少ないためバッテリー充電を行わずに管理
していた。そのため、MEが点検時にバッテリーが少ない医療機器は充電
後に保管場所に置いていた。しかし、ポンプ使用時にバッテリーがすぐに
なくなったというインシデント報告を受け、バッテリー駆動が必要な医
療機器は常時充電するように対策を取ることとした。
【問題点】当院の中央管理室にはコンセント差込口が少なく、多くの延長
コンセントを使用する必要があるが、タコ足配線や中央管理室のスペー
スの問題もあり、延長コンセントによる医療機器の充電は困難であった。
少ないコンセント差込口で多くの医療機器を充電でき、配線がすっきり
している充電システムを構築する必要があった。
【対策】輸液・シリンジポンプはポンプのACインレットに接続可能なコ
ネクタを購入し、電源コードとコネクタを連結することで 1つのコンセ
ント差込口で多くのポンプを充電することができた。人工呼吸器は差込
刃が 1つ、差込口が 2又に分かれたT字の分配コンセントを用いること
で人工呼吸器の台数に合わせて使用できるため、配線をスッキリするこ
とができ、出し入れも容易に行えるようになった。
【まとめ】輸液・シリンジポンプは専用の充電ラックが販売されているが
高額であるため、自作することで安価な充電システムを構築することが
できた。常時充電してあることでバッテリー使用時にも安全に使用する
ことが可能となった。

P3-42-7 当院におけるME機器中央管理について

○
みやざき

宮崎 ともみ、高橋 宏二、梅木 祐
NHO 大分医療センター 臨床工学室

【はじめに】当院では平成 17 年 4 月より、紙ベースによるME機器の中央
管理を始めた。今回、保守管理台帳をもとに、それぞれの機器の経過・現
状について比較検討したので報告する。【対象】平成 17 年 4 月より中央管
理を行っている輸液ポンプ 82 台，シリンジポンプ 42 台，人工呼吸器 17
台，除細動器 7台について検討した。【結果】廃棄時の経過年数は、メー
カー耐用年数を上回る 10 年を超すものがほとんどだった。また、経過年
数と故障件数に関係性は見られず、故障が原因で廃棄になったものは全
体の 14％に過ぎなかった。故障内訳では劣化・破損によるものが多くを
占めた。点検・修理依頼について検討したところ、輸液・シリンジポンプ
では実際に機器が故障していたものの割合が少ない結果となった。【考
察】メーカー耐用年数を超えても、経過年数が 10 年未満では、しっかり
とした保守・管理を行うことにより、問題なく使用できることが示唆さ
れた。また、使用方法が原因と考えられる不具合も多いため、勉強会を行
うなど、定期的な情報提供も必要であると考えられた。【まとめ】今後は、
詳細な機器の記録を一括で管理できるように医療機器管理ソフトを用い
た運用を検討し、コスト面を含め、より安全で効率の良い機器の運用を目
指していきたい。

P3-43-1 妊婦における麻疹・風疹の血清疫学調査

○
ね ご ろ ま な み

根来 麻奈美1、長尾 みづほ2、谷口 清州2、菅 秀2、藤澤 隆夫2、
庵原 俊昭2

NHO 三重病院 臨床研究部1、NHO 三重病院 小児科2

【はじめに】妊婦が風疹に罹患すると先天性風疹症候群の発生を引き起こ
す危険性があり、麻疹に罹患すると流早産の危険性が高くなり、妊婦の死
亡率も高くなる。日本において 20 代の麻疹風疹抗体平均価は 30 代 40
代より低下していると言われている。そこで妊婦の麻疹風疹抗体保有率
を日本のワクチン行政との関連性で検討した。【対象と方法】対象は 2008，
2010～2012 年の計 4年間の妊婦 432 名（年齢中央値 30 歳）。麻疹風疹の抗
体価をEIA法とHI 法で検査した。【結果】麻疹風疹抗体価をワクチン制
度の変遷にあわせて 4群間にわけたところ、 麻疹EIA抗体価の陽性率、
平均抗体価±標準偏差（EIA価の Log2 値）、HI 抗体価の陽性率は、順に、
主に自然感染世代で 97.73％、4.18±1.23、79.5％、制度移行期前半世代
93.01％、3.96±1.32、78.79％、移行期後半世代 86.21％、3.43±1.55、67.09％、
主にワクチン世代 80％、2.98±1.11、41.67％であり、風疹では、主に自然
感染世代 92.05％、3.80±1.52、97.18％、制度移行期前半世代 88.11％、3.81±
1.65、95.1％、制度移行期後半世代 80.46％、2.93±1.78、89.66％、主にワ
クチン世代 52％、1.73±2.31、68％であった。【考察】麻疹風疹ともに抗
体陽性率、平均抗体価は、主に自然感染世代が一番高く、ワクチン世代が
一番低く、麻疹ワクチンが 1歳から開始された移行期前半とMMRワク
チン中止によるワクチン行政の混乱の影響があった移行期後半で有意に
移行期後半が低値となった。移行期後半世代以降が妊娠可能年齢となっ
てきていることからも今後の風疹対策の続行、麻疹対策の検討が必要と
示唆された。また麻疹では、EIA法とHI 法で EIA法の方が高値であり、
妊婦における検査としてはEIA法が適切と思われた。
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P3-43-2 沈降インフルエンザワクチン（H5N1株）の新
規株の有効性、安全性ならびに至適接種間隔な
らびに異種株に対する交叉免疫性の検討

○
な ん ば な お こ

難波 菜穂子1、樅山 幸彦2、菅 秀3、島津 章4、岸原 康浩5、
滝本 久美子2、山本 由紀6、小田垣 孝雄7、廣瀬 千賀子8、
小島 薫1、清水 裕子1、伊藤 澄信1、庵原 俊昭9

NHO 本部 総合研究センター1、
NHO 東京医療センター 臨床研究・治験推進室2、
NHO 三重病院 臨床研究部3、NHO 京都医療センター 臨床研究センター4、
NHO 九州医療センター 総合診療科5、NHO 三重病院 薬剤科6、
NHO 京都医療センター 感染制御部7、
NHO 九州医療センター 臨床研究センター 臨床試験支援センター8、
NHO 三重病院9

【はじめに】2008 年以降異種 4株のH5N1 インフルエンザワクチンを用い
て実施された 3つの研究班では，健康成人を対象に延べ 7,442 名に接種さ
れ，いずれの株を用いても基礎免疫効果は誘導される，初期 2回接種後半
年以上して追加接種すると他の株に対する交叉免疫性がみられる，同種
株の初期 2回の接種間隔について 3週間よりも 6か月にした方が抗体価
が高く上昇し，かつ交叉免疫性が出現することがわかっている。【研究目
的】1）エジプト株免疫原性確認試験：新たに製造が開始されたエジプト
株を承認治験と同様に抗体価の測定を行い，免疫原性を確認する，2）初
期 2回至適接種間隔検討試験：初期 2回接種間隔を 2か月，3か月，6
か月とした場合の基礎免疫誘導効果を検討し，至適接種間隔に関わる基
礎データを得る，3）安全性確認試験：安全性データの蓄積のために，新
たに 1,000 名の健常人に接種すると同時に，H5N1 インフルエンザが流行
した場合にワクチンの有効性を判断するためのコホートを形成する。【研
究方法】NHOネットワークを利用し，3試験は 4施設で，H5N1 ワクチン
未接種者を対象に実施した。エジプト株免疫原性確認試験は 50 例を対象
に 3週間隔で 2回接種し，初期 2回至適接種間隔検討試験は 90 例を対象
に初期 2回接種間隔を 60 日，90 日，180 日（各群 30 例）とし，それぞれ
2回目接種 21 日後にH5N1 型インフルエンザに対する中和抗体価を測定
する。安全性確認試験は 1,000 例を対象に 3週間隔で 2回接種する。【結
果・考察】エジプト株免疫原性確認試験と初期 2回至適接種間隔検討試
験は接種終了しデータ解析を予定している。安全性確認試験は 436 例へ
接種した。現在までのところ 3試験において被接種者に重篤な有害事象
は報告されていない。

P3-43-3 アミノ酸加糖電解質輸液投与患者における静
脈炎発症頻度に関する研究

○
く ぼ た み さ

久保田 美紗1、朝長 健1、末安 ちか子1、松本 みゆき1、
川上 健司2

NHO 長崎川棚医療センター 看護部1、
NHO 長崎川棚医療センター 統括診療部2

米国疾病センターガイドライン 2011 年版では、“成人では感染および
静脈炎のリスクを低下させるために、72～96 時間より頻回に交換させる
必要はない”と記載されている。一方、日本の「静脈経腸栄養ガイドライ
ン第 3版」ではアミノ酸加糖電解質輸液が末梢静脈栄養施行時に使用さ
れることを考慮して、“末梢静脈カテテルは 96 時間以上留置しない”とし
ている。CDCガイドラインでは輸液の組成によって微生物の増殖速度が
異なることを考慮していないことをその理由に挙げている。そこで、今
回、アミノ酸加糖電解質輸液を投与している患者において、投与していな
い患者と比較してカテーテル挿入部位に静脈炎の発症が多いのかどうか
を明らかにする目的で前向き観察研究を施行した。研究期間：2013 年 9
月～2014 年 2 月。対象者：当院 6病棟入院患者で持続点滴を実施する患
者。ヘパリンロック、中心静脈栄養、抗癌剤使用者は除外した。静脈炎の
定義および静脈炎のスケールは輸液看護師協会の輸液看護基準 2006 に
記載されたものに従った。当院では院内のルールで、原則 72 時間以内に
末梢静脈カテーテルの差し替えを行ってる。結果：141 名の患者に 583
回の抹消静脈カテーテルが留置された。全体で 14％に静脈炎が発症して
いた。ロジステック回帰分析結果ではアミノ酸製剤を使用することで
1.99 倍に静脈炎の発症リスクが高まった。また、静脈炎の発症はカテーテ
ル留置後 48 時間以内に全体の 74％が発症していた。考察：末梢静脈炎
を予防するためにどのようなカテーテル管理や輸液が適切なのかさらに
検討する必要がある（共同研究者：明治薬科大学 赤沢学）

P3-43-4 がん化学療法実施患者の末梢神経障害軽減に
対する取り組み―弾性ストッキング着用の有
用性について―

○
やまさき ふ み よ

山崎 章代、高村 純夫
NHO 佐賀病院 外科病棟

【目的】がん化学療法の微小管阻害薬による有害事象に末梢神経障害があ
る。近年、微小循環改善による末梢神経障害軽減のため、加圧ストッキン
グを用いる場合がある。今回、A病院で微小管阻害薬を使用する患者に、
弾性ストッキングの装着が足趾の末梢神経障害軽減に有用であるか検証
した。【研究方法】平成 25 年 7 月～10 月にA病院で微小管阻害薬を用い
治療を受ける患者 20 名（装着 13 名、非装着 7名）に、調査票を用い足趾
の末梢神経障害の程度の比較対照・評価による量的研究を実施した。対
象者に、研究の主旨・内容を口頭・書面で説明、弾性ストッキングの装
着・非装着の意思を確認し、同意を得た。また、A病院倫理委員会の承認
を得た。【結果】1日目から 5日目で末梢神経障害の程度を比較した。装着
群はGrade2 が 1 日目 7例（54％）であったが、3日目～5日目では 6例
（46％）へと減少した。非装着群ではGrade2 が 1 日目～4日目は 0例
（0％）であったが、5日目 1例（14.3％）に増加した。Grade3 以上は装着
群、非装着群ともにみられなかった。【考察】弾性ストッキングの装着に
よる静脈還流改善で、薬剤が末梢神経に留まる量が減少し、末梢神経障害
減少につながると考えられている。今回、Grade2 は装着群で減少、非装
着群で増加したことから、弾性ストッキングは有害事象Grade の悪化を
予防できることが示唆された。しかし、装着群の 13 名中 7名は装着前よ
り末梢神経障害症状があった。そのため、微小管阻害薬による有害事象独
自の効果であるかは明らかにできなかった。また、今回の調査では症例数
が少なく、今後のさらなる検証が必要である。

P3-43-5 京都医療センターにおける神経膠腫患者に対
する薬物療法の使用実態調査

○
ふじすえ しん

藤末 慎1、森 英人1、水津 智樹1、永井 聡子1、玉田 太志1、
河合 実1、青木 友和2、北村 良雄1

NHO 京都医療センター 薬剤科1、NHO 京都医療センター 脳神経外科2

【目的】神経膠腫（以下GBM）の治療方法として、術後に放射線治療（以
下RT）およびテモゾロミド（以下TMZ）による化学療法を行う事とされ
ている。近年、カルムスチン脳内留置用剤（以下BCNU）が承認、ベバシ
ズマブ（以下BEV）が適応追加され、 良好な治療効果が期待されている。
しかし、治療方法の選択に詳細な基準がなく、加えて症例数も少ないた
め、安全性に関する報告も少ない。そこで、GBM患者に対する術後の薬
物治療、および副作用の発現について調査し、使用状況と安全性を評価し
た。【方法】2013 年 1 月から 12 月までに京都医療センターでGBMに対す
る手術が行われた患者 7名について、診療録から患者背景、治療歴、副作
用について後ろ向きに調査した。【結果】患者背景は男性 6名、女性 1
名であり、中央値 66 歳であった。7名全てが grade4 の GBMであり、初
発が 4例、再発が 3例であった。全例にBCNUが留置され、7例にTMZ、
5例に BEVによる化学療法が行われ、4例に RTが行われた。薬物療法時
の PS0 は 5 名、PS2 は 2 名であった。また、主な副作用として、術後感染
1例、骨髄抑制 2例がみられた。どちらも PS2 の症例で確認され、骨髄抑
制 1例に対してGCSF製剤を投与し、改善を認めた。【考察】今回の調査
において、TMZ、BEVによる重篤な副作用の発現率は臨床試験の報告
（TMZ : 19％、BEV : 42％）より少ない傾向がみられた。原因として症例
数が少ない事が考えられる。今後症例数を増やし、更なる調査が必要であ
ると考えられる。加えて、臨床試験と比較して PSが低い患者が多かった
ために副作用の発現が低い事も考えられた（19.53％vs71.42％）。【結論】
薬剤師が副作用モニタリングを行う事で良好な治療効果が得られると思
われる。
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P3-43-6 Clinical Research Coordinator（CRC）の
キャリア開発にむけての現状と課題（2）～臨
床研究支援の現状より～

○
よ し い か ず え

吉井 一恵1、目黒 文江2、竹下 智恵3、中尾 貴子4、
松井 いづみ5、羽田 かおる6、玖須 さつき7、久部 洋子3

NHO 岡山医療センター 治験管理室1、NHO 仙台医療センター2、
NHO 東京医療センター3、NHO 三重中央医療センター4、
NHO 京都医療センター5、NHO 大阪医療センター6、NHO 九州がんセンター7

【背景】臨床研究・治験の推進においては、臨床研究コーディネーター
（以下CRC）の育成および実施環境の整備などにより一層の活性化が求め
られている。CRCの現状を調査し、課題を明らかにするため本研究に取
り組んだ。CRCの業務の多様化、求められる能力の高度化に伴いいくつ
かの課題も挙げられた。多様化された業務の一つに、臨床研究への支援が
あるが、各施設における現状は明らかにされていない。本調査により臨床
研究へのNHOにおける支援の現状が明らかとなったので報告する。
【目的】CRCによる臨床研究への支援の現状と課題を明らかにする。
【方法】対象：NHOと臨床・治験活性化協議会参加医療機関（以下NHO
以外）
調査期間：平成 26 年 2 月 25 日～平成 26 年 4 月 9 日
方法：本研究へ同意が得られた施設へ自記式質問調査。
【結果】78 施設 332 名から協力を得た。一人当たりの治験等の平均プロト
コル数は 6.94 件（NHO5.8 件、NHO以外 8.3 件、）、臨床研究は 2.06 件
（NHO2.7 件 NHO以外 1.3 件）。
実施している業務内容は、スケジュール管理 39％、症例報告書作成補助
36％、他部門との調整 32％が多かった。臨床研究を実施する上での問題
点では、CRCの人員不足、事務職員の不足と回答した施設が多かった。
【考察】臨床研究に介入しているCRCの割合は治験と比べるとまだ少な
いのが現状であるが、NHOにおいては 86％の施設が臨床研究へ介入し
ており、NHO以外の施設よりも 1人当たりの平均プロトコル数が上回っ
ていた。実施する上での問題点はNHOと NHO以外の施設での差はな
く、同じ項目が上位に挙がっていた。

P3-43-7 血液検査を中心としたトップアスリートチー
ムへのサポートとその効果について

○
ど い まもる

土肥 守1,2、川内 修1、高橋 英子1、岡田 麗子1、豊巻 政憲1、
渡邊 忠宣1、小久江 竜一2、小原 崇志2

NHO 釜石病院 院長室1、釜石シーウェイブスRFC2

【はじめに】当院は岩手県釜石にあり、全日本選手権 7連覇の新日鐵釜石
ラグビー部から市民クラブチームとなった釜石シーウェイブスRFCが
活躍している。しかし、企業チームとは異なり、運営・人員面でのサポー
トが不十分であり、トップリーグ昇格に向けての有効な支援が得られに
くい状況にある。そこで今回我々は、スポーツ医学的サポートを行い、
チーム力の向上を試み、その効果について検討を行った。【方法】シーズ
ンの始めに選手全員の血液検査・尿検査などを行い、内臓疾患・代謝疾
患の有無をチェックした。血中のCPK濃度も測定し、オーバートレーニ
ングの有無もモニターした。また、尿蛋白や尿酸値なども比較検討した。
さらに、激しい運動により消耗が予想されるビタミンなどのサプリメン
トの提供を行い、その効果についても検討した。【結果】経年でコレステ
ロール値・尿酸値などは改善し、CPK値の変動も減少した。チーム成績
は、取り組みの初期には下部リーグの下位であったが、試合中のパフォー
マンスの低下が起きにくくなり、毎年順位を上げ、昇格争いを出来るまで
にチーム力が向上した。【まとめ】地域のトップアスリートチームが活性
化する事は、震災復興にかける地域の活性化と、スポーツ医学的な知見を
得る事も出来るため、NHO病院としては有意義であると考えられた。

P3-44-1 急性冠症候群における来院時血球検査の有用
性

○
はしづめ としかず

橋爪 俊和、塩路 周作
NHO 南和歌山医療センター 循環器科

【目的】急性冠症候群（ACS）の重症度は、すでに確立された臨床指標が
数多くあるが、血球検査でもさまざまな情報が得られることも報告され
ている。今回、ACSにおける来院時血球検査が臨床指標や冠動脈閉塞部
位にどのような有用性をもつか後ろ向きに検討した。【方法】2010 年から
2012 年までに当院に入院したACS患者 151 名を対象として、入院時血
球検査（Hb、MCVなど）が冠動脈造影所見、心不全合併などの臨床所見
との関連を調べた。冠動脈造影所見は冠動脈入口部から閉塞部までの距
離を測定し、血球検査値との関連を調べ、心不全や腎機能障害などの有無
についてもHb、MCVによる層別化で検討した。【成績】HbとMCVの中
央値（それぞれ 13.7g�dl および 92.7fl）による 4群の層別化を行い、それ
ぞれの群で心不全、腎機能障害、ST上昇、心筋逸脱酵素、心臓死の頻度
を調べると、MCVが高く、Hbが低い群で有意に心不全、心臓死の頻度が
高かった（χ2＝25.6、p＜0.001 および χ2＝10.9、p＝0.006）。また、冠動脈
閉塞部位までの距離は、MCVと負の相関を示し、MCVが小さく、Hb
が高い群で最も長く（37.9±22.2mm）、心不全同様にMCVが高く、Hb
が低い群で距離が短かった（30.5±18.2mm）。【結論】ACSにおける入院
時の血球検査でMCVや貧血に注目することは、臨床指標評価や冠動脈
責任病変の推定にも応用できる可能性があり、単純かつ迅速な検査によ
る詳細な臨床像の検討を基にしたより適切な治療が望まれる。

P3-44-2 脳動脈瘤塞栓術支援用バルーン「スーパー政
宗」の開発と臨床応用

○
え づ ら まさゆき

江面 正幸、柴原 一陽、面高 俊介、上之原 広司
NHO 仙台医療センター 脳神経外科

【背景】治療困難な脳動脈瘤塞栓術において、マイクロバルーンは欠くこ
とのできないデバイスである。我々は以前マイクロバルーンカテーテル
でありながら、内腔をコイルデリバリールーメンとしても活用できるダ
ブルルーメンマイクロバルーンカテーテルである「政宗」を開発した。今
回はこのバルーンを更に柔軟にした「スーパー政宗」としてバージョン
アップした製品を開発し、治療困難な動脈瘤治療に臨床応用した。【開発】
既に商品化されているシングルルーメンのスーパーコンプライアントバ
ルーンと同等以上のコンプライアンスを目標とした。動物実験でスー
パーコンプライアントシングルルーメンマイクロバルーンカテーテルと
の比較を行った。【臨床使用】これまでに臨床応用した経験からは、これ
までのバルーンにない利点として次の 2点が挙げられる。1）バルーンを
inflate したままそのメインルーメンを使用してコイルを挿入できる。
2）シングルルーメンのスーパーコンプライアントバルーンよりも柔らか
くバルーンアシスト用のバルーンとしても有用である。但しダブルルー
メンであるため外径が太く、バルーンアシスト用として使用するには親
カテーテルを 1F大きくしなければならない。【結語】新しく開発された
「スーパー政宗」は、従来の「政宗」より格段に柔らかいバルーンであり、
バルーンカテーテルを併用した動脈瘤治療の治療戦略を大幅に拡大させ
るものである。
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P3-44-3 国立循環器病研究センター・バイオバンク事
業の現状と展望

○
た か だ あきら

高田 彰、植田 初江、宮本 恵宏、東山 綾、松井 健志、
西村 邦宏、山本 景一、花田 裕典

国立循環器病研究センター バイオバンク

国立循環器病研究センター・バイオバンクは 2011 年 4 月に設立され、組
織体制、施設設備、必要な規定等の整備を行い、2012 年 6 月より当セン
ターの事業として運用が開始された。その現状と展望について報告を行
う。「現状」2014 年 5 月末までに、2754 名の患者に対してバイオバンクへ
の生体試料提供の協力依頼を行い、2274 名（82.6％）より同意を得た。こ
のうち既に試料の提供を 1819 名より受けた。収集された試料の内訳は、
血清 1749 名分、血漿 1708 名分、生細胞 1748 名分、DNA 1671 名となっ
ており、心血管系および脳血管系を中心とした循環器病疾患コホート型
バイオバンクの特徴を備えている。それぞれの試料には、主病名、問診票
情報を含む臨床情報が匿名化されたうえで付加され管理されている。蓄
積された試料は、当面は当センターとの共同研究において活用されるこ
とを前提としており、研究試料の提供に関する契約書および共同研究契
約書のひな型を用意している。「展望」当センターを含めた国立高度専門
医療研究センターでは、それぞれの診療の特性を反映した疾患コホート
型バイオバンクの運用を、相互に連携を取りながら行っている。ゲノム解
析技術の急速な進展を踏まえ、疾患と遺伝的要因の関連性に関する解析
を推進し、その成果の臨床応用を図るために必要な研究基盤として、バイ
オバンクの果たす役割は大きいと考えられる。国立高度専門医療研究セ
ンターが備える高度に専門的な病院機能と、臨床研究基盤としてのバイ
オバンク機能を正しく発揮し、わが国の疾病克服に向けたゲノム医療実
現化プロジェクトの推進に寄与したいと考えている。

P3-44-4 心不全早期のカルペリチド持続投与にトルバ
プタン追加投与することの有効性の検討

○
で じ ま とおる

出島 徹、森田 有紀子、漢那 雅彦、中山 未奈、菊地 進之介、
岡島 裕一

NHO 相模原病院 循環器内科

【背景】心不全のカルペリチド治療では血圧低下が問題となる。血圧が低
い心不全患者のカルペリチド治療に血圧維持効果のあるトルバプタンを
併用することで、治療効果の改善が期待できる。【目的】心不全発症早期
のカルペリチド治療へのトルバプタン併用効果を検討する。【方法】
NYHA分類 2度以上の急性心不全患者について、カルペリチド単独群
（連続 20 症例）は入院初日からカルペリチドを 0.0125γ投与し、カルペリ
チド・トルバプタン併用群（連続 22 症例）は入院初日からカルペリチド
0.0125γ投与後、翌日からトルバプタン 7.5mg�日内服を開始した。各群の
血圧、脈拍、1日尿量、血清Cre 値、BNP値、血清Na値を、第 1、2、3、
8 病日で比較検討した。さらにカルペリチド・トルバプタン併用群に関し
て、入院早期の 1時間毎の血圧と尿量を測定し、カルペリチド持続投与の
みの時間帯（単独時間帯群）とカルペリチド＋トルバプタン併用投与の時
間帯（併用時間帯群）に分類し、血圧と尿量の関連を線形回帰分析で検討
した。【結果】1日尿量について併用群で有意に増加していた。他の項目は
各群で差がなかった。各群を SBP139 以上と SBP139 未満のグループに分
けて尿量の検討を行ったところ、SBP139 以上では、併用群と単独群の第
2，3，8 病日で尿量の差を認めなかったが、SBP139 未満のグループでは
併用群の方が単独群に比較して第 3，8病日で有意に尿量が増加してい
た。血圧と尿量の線形回帰分析は、単独時間帯群で正の相関が得られ（相
関係数 r＝0.383）、併用時間帯群では相関なし（相関係数 r＝－0.138）で
あった。【結論】血圧が低い心不全患者について、カルペリチド・トルバ
プタン併用治療で効果的な利尿が図れるものと言える。

P3-44-5 AIAにおいて血清ペリオスチンは有用なマー
カーである

○
み つ い ち ひ ろ

三井 千尋1、谷口 正実1、梶原 景一1、斎藤 奈津美1、
渡井 健太郎1、木下 ありさ1、林 浩昭1、福冨 友馬1、
関谷 潔史1、粒来 崇博1、前田 裕二1、森 晶夫1、出原 賢治2、
秋山 一男1

NHO 相模原病院 臨床研究センター1、佐賀大学 医学部 分子生命科学講座2

【背景】アスピリン喘息（AIA）では 90％以上の症例で副鼻腔炎の合併を
認め、cysLTの主要な産生源であると考えられる。AIA患者の副鼻腔粘
膜組織ではペリオスチンが高発現しており、病態と関与している可能性
がある。【目的】血清ペリオスチン値のアスピリン喘息における意義を検
討する。【方法】AIA 109 例および非AIA 52 例を対象に、喘息安定期にお
ける血清ペリオスチンおよび尿中 LTE4 値を測定した。血清中ペリオス
チン 95 mg�ml を cut off 値として、ペリオスチン高値群と低値群の 2群
に分類し、ペリオスチン高値群と低値群における clinical parameter を比
較した。GINA Step4 治療でもコントロール不良の群を重症例と定義し
た。【結果】AIAでは非AIAと比較して、血清ペリオスチン（122±54
vs 101±45，p＝0.017）および uLTE4 値（646±1505 vs 168±203，p＜
0.001）が有意に高値であった。さらに、AIAにおいてペリオスチン値は
uLTE4 値と有意に相関した。（r＝0.278，p＝0.003）AIAペリオスチン高
値群では低値群と比較して末梢血好酸球数（869±756 vs 471±538，p＜
0.001）および Lund�Mackay score（12±7 vs 7±6，p＝0.008）が有意に高
値であった。また、ペリオスチン高値群で喘息重症例の割合が多かった。
（50.0 vs 29.7，p＝0.034）【考察、結論】AIAでは血清ペリオスチンが有意
に高値であり、病態に関連している可能性がある。

P3-44-6 喘息、COPD、サルコイドーシスにおける
Chemokine ligand 18（CCL18）遺伝子多型
の検討

○
はっとり た け し

服部 健史1、今野 哲2、牧田 比呂仁3、四十坊 典晴4、網島 優1、
小倉 滋明1、鎌田 有珠1、山本 宏司1、西村 正治2

NHO 北海道医療センター 呼吸器内科1、北海道大学病院 内科12、
牧田病院3、JR札幌病院 呼吸器内科4

背景：Chemokine（C－C motif）ligand 18（CCL18）は，樹状細胞、肺胞
マクロファージでの発現を特徴とする自然免疫に関連したケモカイン
で、感染症や喘息との関連がこれまでに示唆されてきた。しかし、CCL
18 は類似物質を含め、ヒト以外での存在が認められていないため、動物モ
デルを用いた検討が困難で、その役割はほとんど明らかになっていない。
目的：喘息、COPD、サルコイドーシスにおけるCCL18 遺伝子多型の意
義を検討する。方法：対象は喘息患者 513 例、サルコイドーシス患者 327
例、COPD患者 267 例、健常者 625 例。CCL18 における一塩基多型（SNP）
rs712043 の遺伝子型を、対立遺伝子を特異的に増幅する real－time PCR
法を用いて決定し、各疾患との関連について検討した。結果：遺伝子型解
析によって、rs712043 は dominant model で喘息発症と有意な関連を認め
た（P＜0.05）。COPD，サルコイドーシスにおいては有意な関連を認めな
かった。結語：CCL18 遺伝子は喘息発症に影響を与える可能性が示唆さ
れる。
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P3-44-7 小腸カプセル内視鏡Pre�Reader 評価フォー
ムによる読影支援技師の評価

○
さ が わ たもつ

佐川 保1、浅黄谷 美里2、高森 晴美2、伊藤 有希子2、
佐藤 康裕1、中村 とき子1、藤川 幸司1、高橋 康雄1

NHO 北海道がんセンター 消化器内科1、
NHO 北海道がんセンター 内視鏡室2

【背景】小腸カプセル内視鏡（CE）最大問題点は 1症例読影に平均 50～120
分かかる点である。この状況を克服する方法の一つとして期待されるの
がCE専門知識と読影技術を備えたCE読影支援技師による読影支援で
ある。一方、読影支援技師の診断能を評価する確証されたツールはない。
【目的】小腸カプセル内視鏡 Pre�Reader 評価フォームを用いてCE“Pre�
Readers”の臨床的重要所見を拾い上げる診断能について評価する。【対
象】日本カプセル内視鏡学会（JACE）e ラーニング受講内視鏡技師 3
名および非受講内視鏡室勤務臨床工学技士（ME）2名を“Pre�Readers”
とした。【方法】1）Brock らの報告を基に胃・小腸・大腸に可能性のある
所見リストを記載した 1ページデータシートCE Pre�Reader 評価
フォームを作成。2）“Pre�Readers”は当院で施行したOGIB 症例の CE
画像をソフトウエアRAPID Access 6.5 を用いて“Pre�Read”し、データ
シートに記入。3）Physician review（JACE指導医 T. S.）は独立して読
影し、“Pre�Readers”が記入したデータシートを症例ベース解析で
「Agree」、「Missed」、「Overcalled」の 3段階で評価。【結果】読影症例の
べ 47 例で検討した。全体でAgree は 70.2％に得られた。一方でMissed
14.9％、Overcalled 14.9％も認められた。eラーニング受講者ではそれぞ
れAgree 88.9％、Missed 11.1％、Overcalled 0％、非受講者ではそれぞれ
Agree 45％、Missed 20％、Overcalled 35％であった。eラーニング受講
者は非受講者に比較して診断能が高かった。【結語】シンプルなCE Pre�
Reader 評価フォームは読影支援技師の評価に有用であった。読影支援技
師による“Pre�Read”は医師の負担軽減に役立つ。

P3-45-1 肺癌術前の包括的呼吸リハビリテーションに
おける呼吸筋力測定の意義

○
たかまつ り お

高松 理央1、山本 尚江1、山本 政子1、名越 咲1、槙田 香子1、
日浦 未幸1、平井 克典1、清代 帝1、平原 智恵美1、仲野 秀樹1、
井出 孝2、白野 容子2、中尾 淳一3、高濱 みほ3、道広 博之3、
原田 洋明4、桑原 正樹4、山下 芳典4、尾上 隆司1、谷山 清己1,5

NHO 呉医療センター 臨床検査科1、NHO 呉医療センター 栄養管理室2、
NHO 呉医療センター リハビリテーション科3、
NHO 呉医療センター 呼吸器外科4、NHO 呉医療センター 臨床研究部5

【はじめに】当院では多職種によるチームを形成し、運動療法と栄養療法
を併せた包括的呼吸リハビリテーション（包括的呼吸リハ）を行ってい
る。包括的呼吸リハの効果を検証するため臨床検査技師は、術前の肺機能
検査に加え呼吸筋力（最大呼気圧：PEmax、最大吸気圧：PImax）測定を
実施している。今回、呼吸筋力測定の意義、呼吸筋力と術後合併症との関
連について検討したので報告する。【対象と方法】肺癌患者 92 例｛男性 53
例（平均 76±6.9 歳）、女性 39 例（平均 72±8.7 歳）｝を対象として包括的
呼吸リハ前後の呼吸筋力（PEmax、PImax）の変化について検討した。そ
の内、70 歳以上未満、一秒率 70％以上（非COPD群）以下（COPD群）
に分けて比較検討した。また、肺がん患者 92 例中葉切除 36 例の患者にお
いて術前の呼吸筋力と術後呼吸器関連合併症の関連について検討した。
【結果】全例、年齢別での包括的呼吸リハ前後の呼吸筋力は有意差を認め
なかった。一方一秒率別では、非COPD群 PEmax：前 78.1±26.4、後
78.9±25.4 PImax：前 50.1±20.9、後 52.1±20.9、COPD群、PEmax：前
77.7±29.9、後 86.3±31.7 PImax：前 54.0±25.8、後 53.5±22.8 と な り
COPD群の PEmax（P＜0.05）にて有意な改善を認めた。また、術後呼吸
器関連合併症の発生率は PEmax かつ PImax 両方の改善を認めた群で
8％、認めなかった群で 42％（P＜0.05）と有意な低下を認めた。【考察】
COPD群で PEmax が有意に改善しており、COPD患者は包括的呼吸リ
ハのより効果が得られ痰喀出が容易となる可能性が期待できた。また、術
前の呼吸筋力測定は包括的呼吸リハの効果判定かつ術後呼吸器関連合併
症を予測する指標の一つになりうる。

P3-45-2 気道可逆性試験におけるMostGraph の有用
性

○
ご あ さ こ

呉 麻子、花澤 沙也佳、沼田 京子、池田 美穂子、若林 弘、
久高 果市、浅里 功、蛇澤 晶

NHO 東京病院 臨床検査科

【目的】MostGraph は強制オシレーション法を利用した呼気・吸気位の呼
吸抵抗（Rrs）や呼吸リアクタンス（Xrs・Fres）測定が可能である。被験
者の安静換気下で行われるため、被験者負担が少なく検査手技も簡便で
ある。今回、気道可逆性試験においてMostGraph とスパイロメトリーを
同時に検査し、MostGraph の各指標の有用性を検討した。
【方法】対象は、2012 年 10 月から 2013 年 5 月までに気道可逆性試験を実
施した 247 例である。MostGraph とスパイロメトリーは、短時間作用性
β2 刺激薬吸入前と吸入 20 分後に同時に測定をした。なお、可逆性試験に
おける有用性検討のため、使用した各指標は、スパイロメトリーFVE1
の改善率と改善量、MostGraph は各パラメータの改善率とした。
【結果】スパイロメトリーの改善率と有意差を示したMostGraph のパラ
メータは、R5（呼気・吸気）・P＜0.001～P＝0.0018、R20（呼気・吸気）・
P＜0.001～P＝0.003、Fres（呼気・吸気）・P＜0.001～P＝0.005、ALX（吸
気）・P＝0.001～P＝0.012 であった。R5�R20 と X5 の指標においては、有
意差を認めなかった。また、スパイロメトリーは改善したが、MostGraph
の改善率が低下した症例を、各パラメータ毎に 40～60 例ほど認めた。
【考察】日本アレルギー学会などでは、呼吸リアクタンスとスパイロメト
リーには相関がみられると報告されているが、今回の検討では、Fres
は相関したが、X5では有意差を認めなかった。これは、気管支喘息だけ
を対象背景にしていないことが一因と考えられる。また、MostGraph の改
善率が低下した症例を認めた事は、通常の β2 刺激薬吸入 20 分後での検
査を、吸入直後からの時系列検査の実施、他の β2 刺激薬使用など、今後
の検討が必要と思われた。

P3-45-3 筋萎縮性側索硬化症患者の経時的な肺機能検
査の意義について～第3報～

○
や す だ ま さ よ

安田 正代1、栗崎 玲一2、奈良 友香里1、西村 実紗1、
本多 史美1、本郷 剛1、東原 悦子1、阪本 徹郎3、中原 圭一2、
山下 哲司2、植川 和利2

NHO 熊本南病院 研究検査科1、NHO 熊本南病院 神経内科2、
熊本市立 熊本市民病院 神経内科3

【背景】筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者においては，経時的な肺機能検
査が各種ガイドラインで推奨されている．【対象】2011 年 3 月より 2014
年 3 月までの 3年 1ヵ月の期間に 6ヵ月以上継続して肺機能検査を行っ
たALS患者．【方法】対象患者のうち，ALS患者の日常生活を把握するた
めの評価尺度であるALS機能評価スケール（ALSFRS�R）と座位および
仰臥位の％肺活量（％VC）の相関を求め，どちらも相関係数 0.4 以上で
あった症例を抽出した．これらの症例において，さらにALSFRS�Rと座
位および仰臥位のそれぞれの最大吸気量（IC），予備呼気量（ERV）との
相関について統計学的に比較・検討を行った．相関係数 0.7 以上を「相関
あり」と定義した．【結果】ALSFRS�Rと％VCの相関が良好であった症
例は 11 例であった．ALSFRS�Rに対して，座位 ICが 11 症例中 9症例で
相関を示し，仰臥位 ICが 8 症例，仰臥位ERV 5 症例，座位ERV 3 症例
と続いた．ALSFRS�Rとの相関係数の平均は，座位ERV 0.42±0.49，座
位 IC 0.82±0.18，仰臥位 ERV 0.42±0.58，仰臥位 IC 0.82±0.14 で，全体的
にALSFRS�Rに対して ICとの相関がERVよりも良好な結果となった．
【考察】昨年までの検討において，我々はALSFRS�Rと肺活量の相関につ
いて％FVCのみならず％VCの評価の重要性を報告していたが，今回の
検討によりALSFRS�Rの低下は肺活量の中でもとりわけ ICの低下とよ
り相関が高いことが示唆された．機能低下と％VCの相関が良好である
ALS症例の肺機能の評価に際しては ICが重要である．



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

848 Yokohama, November 14-15, 2014

P3-45-4 COPD患者における併存症としての骨粗鬆症

○
むらなか み ゆ き

村中 美幸1、三上 祥博1、堀 良行1、河田 清志1、小松 裕輔1、
畑中 紀世彦1、佐伯 一成1、新野 智与1、前川 雅代1、
金野 衣久美1、山木 利恵子1、菅原 夏実1、杉谷 祐紀1、
武田 昭範1、志保 裕行2

NHO 旭川医療センター COPDセンター1、
NHO 旭川医療センター 臨床検査科2

【目的】COPDは肺の生活習慣病であり閉塞性換気障害の程度のみならず
併存症を含めた包括的な重症度の評価と管理が必要となる．骨粗鬆症は
COPDの併存症の一つで，高齢化に伴い患者数は年々増加しており，骨折
によりADLや QOLを著しく低下させることが問題となる．今までに慢
性腎臓病，糖尿病などの生活習慣病関連骨粗鬆症のエビデンスは蓄積さ
れているが，COPDの併存症としては十分な評価がなされていない．そこ
でCOPD関連骨粗鬆症の検討を行った．【対象と方法】安定期COPD患者
110 例を対象に骨密度を測定し，ガイドラインに基づき骨粗鬆症を診断し
た．また，BMI，呼吸機能，6分間歩行試験，CATおよび，骨代謝マーカー
として骨吸収マーカーの血清TRACP�5b，尿中NTX，骨形成マーカーの
血清BAP，PINP および骨質マーカーの血中ホモシスティンを測定した．
【結果】骨密度は全体の 36 例（33％）で低下していた．全体として骨密度
低下群で％FEV1 は低値を呈していたが閉塞性換気障害の軽い例もみら
れた．BMI，歩行距離，CATスコアは両群間で異なる結果であった．ま
た，TRACP�5b，尿中NTXは骨密度低下群で有意に上昇していた．一方，
ホモシスティンは骨密度正常群においても上昇していた．【結論】COPD
と骨粗鬆症はいずれも加齢に伴い増加する疾患であり，これらが併存す
ることは多い．また，COPDでは骨密度は保たれるが骨質が低下する骨質
劣化型のタイプをとることもあり，骨質マーカーであるホモシスティン
などの測定も必要となる．いずれにせよ今後さらに増加するCOPD患者
において呼吸器疾患としての管理に加えて併存症である骨粗鬆症の早期
診断と骨折リスクの軽減は非常に重要と考えられる．

P3-45-5 当院における光電容積脈波検査結果の検討

○
ま つ い あや

松井 彩、冨松 みか、長谷川 美乃、浅野 瑠衣、横山 茂
NHO 長良医療センター 臨床検査科

【はじめに】光電容積脈波（photoplethysmography : PPG）検査とはレー
ザー光を用いて、下肢くるぶしより近位 10cmに近赤外線光を照射し、皮
膚真下の表在静脈から穿通枝付近に貯留するヘモグロビン量を測定する
ことにより、下肢静脈瘤や血栓症などの下肢静脈異常のスクリーニング
やモニタリングのできる患者侵襲のない簡便な検査である。当院で行っ
た PPG検査について、若干の知見を得ることができたので報告する。【対
象】2012 年 3 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日まで下肢静脈瘤（Varix）スク
リーニング検査、深部静脈血栓症（DVT）のスクリーニング検査を目的と
した、産科、心臓血管外科、呼吸器外科の患者 218 人 436 肢を対象とした。
【方法】患者に足の背屈運動を行ってもらい、SVDモニター（TELMED
社）を用いて再充満時間（VRT）を測定した。VRTによって正常（＞25
sec）、グレード 1（20～25sec）、グレード 2（10～19sec）、グレード 3（＜
10sec）に 4分類した。【結果】Varix スクリーニングを目的とした患者 42
人、84 肢中グレード 3に分類された患者は 24 人（57％）、27 肢（32％）あ
り、下肢静脈瘤超音波検査にてVarix を認めたのは 27 肢中 24 肢（89％）
あった。DVTスクリーニングを目的とした患者 176 人、352 肢中グレード
3を呈した患者は 27 人（15％）、37 肢（11％）あり、下肢静脈超音波検査
にてDVTを認められた下肢はなかった。【考察】Varix スクリーニングを
目的とした PPG検査にてグレード 3を認めた患者におけるVarix の有
症率は 88％であり、高率に認められた。一方DVTチェックを目的とした
PPG検査では検出が認められなかった。今回の検討では 1年余りの短期
間であったため検出されなかった可能性も考えられるので今後継続的に
検討を行う必要があると思われる。

P3-45-6 心電図検査における自動計測値のメーカー間
差に関する分析

○
なかむら よしゆき

中村 良幸、阿部 沙織、芦川 晋、伊藤 晋子、相川 理恵、
田口 利恵子、鈴木 由美子、藤本 敬久、佐藤 俊行、野田 岳

NHO 高崎総合医療センター 臨床検査科

【対象】健常成人 10 例。【使用装置】F社製およびN社製多機能心電計。
【方法】下記に示すように電極装着部位および使用電極の種類を変更しな
がら、2社の心電計により連続 50 回測定を行い、自動計測値のメーカー間
差について分析した。四肢電極装着部位：上肢（手首、肘、鎖骨上）、下
肢（足首、膝、腸骨稜）。ディスポ電極：エーカークリップ用含水性パッ
ド、シート型粘着ゲル型、吸着電極用含水性パッド、ホック式ソリッドゲ
ル型。【結果】1）QRS時間：全被検者においてF社がN社に比べ、高値
を示した。平均値差（F社 102msec.、N社 95msec.）、最大値差（F社 116
msec.、N社 104msec.）。2）電気軸：通常の電極位置での測定では明らか
な差は認めなかった。位置を変更した状態では両社ともに右軸側へ変動
を示したが、N社に比べF社の変動がより大きかった。その傾向は電極を
鎖骨上および腸骨稜に変更することで、より顕著になった。また、下肢に
比べて上肢の変更による影響が大きかった。3）波高：全誘導で P波、R
波、S波の波高の平均値がF社に比べ、N社でより高値を示した。4）素
材の異なる電極を混用することで、一部の被検者において波高の変動が
みられたが、明らかなメーカー間差は認めなかった。【まとめ】通常の心
電図記録において、QRS時間や波高にメーカー間差が認められた。電極位
置を体側へ変更することで右軸側へ電気軸が偏位を示したが、その変動
率はN社に比べF社が大きかった。本分析から自動計測値にメーカー間
差が存在することが明らかになった。また、被検者間にも変動が認めら
れ、個人差の影響が大きいことも示唆された。これらの点に留意しながら
日常検査を行うことが重要であると考える。

P3-45-7 二型呼吸不全症例における睡眠時CO2値の
検討

○
い そ べ よ し こ

磯部 祥子1、小林 昌弘1、小池 勝人1、加藤 稔1、椎名 將昭1、
塚原 忠1、赤堀 良道1、青木 貞男1、斎藤 武文2、梅津 泰洋3、
大石 修司2、深井 志摩夫4

NHO 茨城東病院 臨床検査科1、
NHO 茨城東病院 内科診療部 呼吸器内科2、
NHO 茨城東病院 外科診療部 心臓血管外科3、NHO 茨城東病院 名誉院長4

【はじめに】二型呼吸不全症例は、低酸素・高二酸化炭素血症を伴ってお
り、睡眠時に酸素療法・非侵襲的陽圧換気補助療法（NPPV）の治療介入
が必要である。治療戦略に覚醒時 PaCO2は必須であるが、覚醒時の
PaCO2が睡眠時の PaCO2を反映しているとは限らない。また、酸素流量
の安易な増量はCO2ナルコーシスを助長する。今回、酸素療法・NPPV
下で睡眠時CO2を測定し、持続的経皮CO2測定（TOSCA : IMI 社）の有
用性を検討したので報告する。
【対象と方法】二型呼吸不全 10 症例（覚醒時 酸素吸入下 PaCO2 58.4±
10.9torr）を対象に、酸素吸入下とNPPV下での睡眠時平均・最大CO2
値を測定し比較検討した。
【結果】酸素吸入下の平均CO2値 77.8±8.5torr、最大 CO2値 89.7±9.3torr、
NPPV下の平均 CO2値 60.1±7.9torr、最大 CO2値 69.6±8.6torr であっ
た。両者を比較すると平均CO2値 17.7±11.6torr、最大 CO2値 20.1±13.1
torr の差を認めた。
【考察】NPPV下における睡眠時CO2の著明な改善を実測値で把握でき
た。二型呼吸不全症例における睡眠時の持続的経皮CO2値の測定は、酸素
吸入下でのCO2ナルコーシスのリスク評価かつ換気量減少を認識できる
ことから、NPPV導入及びNPPV治療効果判定に非常に有用である。
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P3-45-8 重症心身障害児（者）入院患者の脳波検査の工
夫

○
いちかわ き よ こ

市川 喜代子1、大森 智弘1、中井 敦子1、齊藤 美穂子1、
小川 勝1、布施川 久惠2、石井 徹仁3、渡辺 博子3

NHO 神奈川病院 研究検査科1、NHO 神奈川病院 呼吸器内科2、
NHO 神奈川病院 小児科3

目的：当院では重症心身障害児（者）に対する政策医療を担っており、常
時 110 名程の患者が入所している。毎月数名の脳波検査を実施している
が、協力を得るのが困難であることから、鎮静剤を使用しても検査できず
中止となることが度々であった。患者の負担を最小限にし、かつ円滑に実
施するためにはどうしたら良いか。検査を実施することにより得た経験
をもとに作成した手順・工夫を報告する。対象：抗けいれん薬服用患者
検査の手順：1）移動により患者が興奮し、睡眠導入できないことが多い
ため、患者にとって落ち着く環境である病棟で実施することとした。2）ト
リクロリールシロップRまたはラボナRを 1�2 時間前に注入や食事に
合わせて投薬。3）来棟前に電話連絡し睡眠状態を確認、開始時間を調節。
4）患者を起こすことなく、また安全に電極を取り付けるため、体位変換
や頭部の固定は病棟スタッフの介助のもと実施した。5）事前に頭の下に
タオルを敷き、電極をテープで固定後、タオルで頭を覆うことで多少の動
きでは電極が外れないよう工夫した。6）検査は 30 分記録。光刺激、音刺
激は最終で実施。脳波記録と同時に患者の様子を録音、録画することによ
り読影時の判断をし易くした。7）睡眠状態継続のため準備開始段階で部
屋のドアを閉め、「脳波検査中：入室禁止」の看板を表示。病棟へ脳波検
査に関する取り決めを配布し、手順が同一になるよう配慮した。まとめ：
重症心身障害児（者）に対する検査を円滑に実施するためには患者の状態
に合った環境選択の他、服薬のタイミング調整、検査の際の病棟スタッフ
の協力が必須であり、長時間の安静を要する脳波検査では重要なポイン
トとなった。

P3-46-1 僧帽弁流入波形の拡張中期（L）波とE波減速
時間（DT）との関連を認めた一例

○
さ か い あ や こ

坂井 綾子1、高倉 彩1、佃 孝治1、西方 菜穂子1、三角 郁夫2、
本多 剛2

NHO 熊本再春荘病院 臨床検査科1、NHO 熊本再春荘病院 循環器内科2

【はじめに】今回我々は僧帽弁流入波形が三相波を呈する症例において、
拡張中期（L）波と E波減速時間（DT）との間に関連を認めた一例を経
験した。【症例】90 才、女性。胸苦しさで受診。採血では軽度の貧血とBNP
高値（514.1 pg�mL）を認めた。心電図は左軸偏位とV4�V6 での ST低下
を認めた。胸写は、CTR 61％であった。心エコーでは心肥大と心尖部の
壁運動低下を認めた。ドプラエコーでは高度の大動脈弁狭窄症（圧格差
106 mmHg、断層像での弁口面積 0.5 cm2）を認めた。僧帽弁流入波形で
は、E波高 164 cm�s、DT 134 ms、e’波高 2.8 cm�s、E�e’比 59 であり、拡
張中期に L波を認めた。その後心エコーを 5回施行し、L波高とDTとの
間に相関を認めた。【考察】三相波では左室圧は dip�up�down を呈し、前
負荷の増大とともに拡張早期圧が上昇することが報告されている。前負
荷の増大により左室拡張早期圧が上昇し、DTが短縮し拡張早期の左房圧
が上昇することにより L波高が増大したと考えられた。【まとめ】本症例
は L波高の機序を考える上で重要な症例と考えられた。

P3-46-2 左室中部および流出路狭窄を認めた肥大型閉
塞性心筋症の一例

○
たかくら あや

高倉 彩1、坂井 綾子1、佃 孝治1、西方 菜穂子1、三角 郁夫2、
本多 剛2

NHO 熊本再春荘病院 臨床検査科1、NHO 熊本再春荘病院 循環器内科2

【症例】38 才、女性。1年前に肥大型心筋症と診断され β遮断剤の処方を
受けていた。最近たちくらみが出現するようになり当科を受診。家族歴：
母親が突然死。身体所見では 2LSB に収縮期雑音を聴取した。採血では
BNPが 670.8 pg�mLであった。心電図では左室側高電位と陰性T波を認
めた。胸部レントゲン写真ではCTR 49％であった。経胸壁心エコーでは
心室中隔の肥厚と僧帽弁前尖の収縮期前方運動を認めた。長軸断層像お
よびカラードプラ像から、左室中部と流出路狭窄を認めた。パルスドプラ
では奇異性血流を認めた。心臓カテーテル検査では心尖部と心基部、およ
び心基部と大動脈間に収縮期圧格差を認めた。【まとめ】左室中部と流出
路の 2ヵ所で狭窄を有する症例は少なく貴重な症例と考え報告した。

P3-46-3 弁周囲膿瘍を合併した、大動脈二尖弁の感染性
心内膜炎の1例

○
な か お ち え み

中尾 知江美、柳川 輝子、加藤 隆一、伊藤 順子、品田 祐希、
橘 まりか、植木 理絵、後藤 信之、渡司 博幸、増村 麻由美、
野里 寿史、佐藤 康弘

NHO 災害医療センター 臨床検査科

症例は 25 歳男性。主訴は発熱。幼少時より心室中隔欠損症（VSD）を指
摘され、近医にてフォローされていたが、20 歳以降受診をしていなかっ
た。2013 年 8 月中旬から 38 度台の発熱を繰り返し、近医受診したが、原
因は同定できず経口抗生剤は無効であった。このため膠原病内科紹介と
なったが、異常を認めず、当科紹介受診となった。発症より約 1.5 ヶ月で
初めて経胸壁心臓超音波検査を施行した。元々指摘されていると考えら
れたVSDを認めた。また、大動脈弁閉鎖不全症を伴う大動脈二尖弁の所
見を認め、弁腹の疣贅及びVSDによる欠損孔の対側に弁周囲膿瘍の合併
を認めた。経食道超音波検査でも同様の所見を認め、発症後約 2ヶ月で外
科的治療を施行した。二尖弁に伴う、感染性心内膜炎では弁周囲膿瘍を合
併する頻度も高く、これを合併すると初発の感染性心内膜炎でも外科的
治療を必要とすることが多い。このため二尖弁の早期発見が重要となる。
本症例ではVSDのため定期フォローされていたが、二尖弁を確認してい
なかったことから、感染性心内膜炎が重篤化した可能性が高いと考えら
れた。教訓的な症例と考えられ、文献的考察を加えて報告する。
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P3-46-4 逆たこつぼ心筋症の一例

○
に い や さ ち こ

新谷 幸子、川口 港、植松 明和、前島 基志、長谷川 達朗、
土井 誠一、永井 正樹

国立国際医療研究センター病院 中央検査部門

【はじめに】たこつぼ型心筋症は突然の胸痛発作や呼吸困難，心電図変化，
心臓壁運動異常など，急性冠症候群と類似した発症形態であるが，冠動脈
に有意狭窄を持たず左室収縮不全を引き起こすことが特徴である．今回
左室基部に壁運動異常を認めた逆たこつぼ型心筋症の一例を経験したの
で報告する．【症例】79 歳，女性．平成 26 年 2�8 掛り付クリニックにて弁
膜症定期フォローの心エコー検査上，前壁基部から心尖部にかけ壁運動
異常，EF : 35％を認めた．またECGでは以前認めなかったV4～V6 に陰
性T波が認められた．自覚症状なく帰宅したが，2�9 呼吸苦を自覚し当院
救急搬送された．救急搬送時胸痛症状はなかったが，心電図上V3～V5
に ST上昇，V1～V4 に QSパターンを認めた．2�10 心筋梗塞が疑われ施
行した冠動脈造影検査では，明らかな狭窄は指摘できず，左室造影よりた
こつぼ型心筋症疑いの経過観察となった．2�18 心エコー検査にて，左室基
部は前壁側を中心とした全周性に壁運動低下，他領域は壁運動正常でEF
は 50％弱であり，逆たこつぼ型心筋症が疑われた．2�19 心筋シンチにお
いても超音波同様の所見であった．2�20 の ECGにて II，III，aVF，V3～
V6 で巨大陰性T波が出現したことで，たこつぼ型心筋症の継時的な変化
と診断された．【まとめ】たこつぼ型心筋症の多くは左室心尖部を中心と
した壁運動異常を認める疾患であるが，近年亜型の報告が多く見られる
ようになった．急性心筋梗塞との鑑別に心エコー検査の果たす役割は大
きく，冠動脈支配に一致しない壁運動異常を認めた場合，安型も含めたこ
つぼ型心筋症を念頭に置いて検査することが重要である．また心電図変
化も特徴的な変化があるため継時的な観察が必要である．

P3-46-5 右側臥位アプローチが有用であった人工弁狭
窄の一症例

○
こ す ぎ は る か

小杉 晴香、小林 妙子、金海 奈奈、喜連川 裕子、遠藤 竜也、
中井 稔

NHO 浜田医療センター 臨床検査科

【はじめに】弁膜疾患において心エコー図検査は術前検査のみならず術後
のフォローアップでも重要な役割を果たす。しかし、術後において人工弁
はアーチファクトの出現により多断面での評価が必須となる。今回、大動
脈弁置換術後の患者において右側臥位アプローチが人工弁狭窄検出に有
用であった一症例を経験したので報告する。【症例】70 歳代男性【既往歴】
慢性心房細動（ワーファリン内服中），リウマチ性多発筋痛（プレドニン
内服中）【現病歴】11 年前に大動脈弁置換術（詳細不明）を施行、その後近
医にてフォローしていた。一ヶ月前より労作時の胸苦を自覚するように
なり当院紹介受診となった。【経胸壁心エコー所見】人工弁は生体弁で弁
尖の肥厚を認めた。全体的に弁の可動性低下を認め、特に前方側（RCC
側）の可動性低下が顕著であった。心尖部アプローチで大動脈弁通過血流
速度は．1.7－2.5m�s であったが、弁の視覚的印象と乖離するため右側臥
位アプローチで計測すると最大 5.3�6.5m�s であった。【手術所見】心臓周
囲は癒着があり、特に大動脈弁周囲は癒着が顕著であった。大動脈弁位の
生体弁には疣腫が付着しており、疣腫が原因で狭窄を来していた。その
後、人工弁に付着した疣腫の細菌培養によりAbiotrophia defetiva が検出
された。【考察】人工弁狭窄について右側臥位によるアプローチ経胸壁心
エコー図検査で指摘出来た。大動脈弁位の人工弁において心尖部アプ
ローチのみでは限界があり、積極的に右側臥位アプローチによる大動脈
弁通過血流速度の評価が必要と思われる。【結語】大動脈弁位の人工弁置
換術後患者では右側臥位アプローチによる大動脈弁通過血流速度計測は
必要と思われる。

P3-46-6 当院における心エコー検査所見とBNPとの
比較検討

○
まるやま ようすけ

丸山 陽介、齊木 克央、高野 美樹、益田 泰蔵、上條 敏夫
NHO 西埼玉中央病院 研究検査科

【はじめに】心エコー検査（UCG）は心不全の診断や経過観察に有用な検
査であり、またヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）測定は心不全の
生化学的マーカーとされている。UCGと BNPについて、当院で心不全疑
いとされた症例の比較検討を行ったので報告する。【対象】2012 年 4 月～
2014 年 3 月の期間において、BNPと UCGを同時に検査依頼された、心不
全が疑われる患者 299 名、平均年齢 71.6 歳。【方法】BNP：酵素免疫測定
法、測定機器UCG：東芝Xario SSA�660A を用いて、BNPは日本心不全
学会の心不全診断のCut off 値に照らし合わせ、UCGの左室駆出率
（EF％）・推定右室収縮期圧（RVSP）との比較、主要所見の有無を検討し
た。【結果】EF％においては正常値とされる 55％以上でのBNPの平均値
は 164.3pg�ml、55％未満での平均値は 418.4pg�ml、R＝�0.3685（p＜0.01）、
RVSP40mmHg以下での BNPの平均値は 141.9pg�ml、40mmHg以上で
の平均値は 490.4pg�ml、R＝0.5618（p＜0.01）であった。また、心不全の
可能性が低いとされるBNP40pg�ml 未満において、UCGでの経過観察が
必要とされる所見が、陳旧性心筋梗塞 2例、大動脈弁逆流（2度以上）3
例、大動脈弁狭窄（軽度以上）2例、大動脈 2尖弁 2例、拡張型心筋症 3
例、左室肥大 5例を認めた（いずれも慢性期）。【まとめ】EF55％未満、
RVSP40mmHg以上の症例のBNP平均値は、EF55％以上・RVSP40
mmHg未満の症例よりも高く、EF％と比べ、RVSP の方が比較的相関を
することが示唆された。また、BNP40pg�ml 未満であっても、UCGでは
重要な異常所見を示す例があることから、慢性心不全の症例によっては、
BNP測定と併用してUCGによる評価が心不全の診断に有用であると考
えられる。

P3-46-7 頸動脈血流波形が特異な変化を呈した腕頭動
脈狭窄の一例

○
さ さ き まさかず

佐々木 正和1、今長 京子1、小川 章夫1、大西 秀行1、
小林 潤也2、渡邉 清司1、星田 義彦1

NHO 大阪南医療センター 臨床検査科1、
NHO 大阪南医療センター 脳血管内科2

【はじめに】
腕頭動脈は大動脈弓から最初に分枝し、右鎖骨下動脈と右総頸動脈に

分枝するまでの血管である。腕頭動脈の狭窄が進行すると鎖骨下動脈盗
血現象を呈し、無症候から様々な脳循環障害を引き起こす。今回、我々は
右頸動脈血流波形に特異な変化を認めた腕頭動脈狭窄の一例を経験した
ので報告する。
【症例】
70 才台前半、男性
既往歴：10 年前に脳梗塞、9年前に狭心症にて PCI
現病歴：大動脈弁狭窄症にて当院通院中
【経過および検査所見】
特記すべき症状なし。2013 年 8 月に血圧脈波検査を行ったところ右上

肢 111�75mmHg、左上肢 160�82mmHgで左右差を認めた。頭部MRI、
MRAでは陳旧性脳梗塞、左内頸動脈と脳底動脈に狭窄、頸部CT�Aでは
腕頭動脈狭窄を認めた。2013 年 9 月頸動脈超音波検査（以下US）では右
椎骨動脈完全逆流、右総頸動脈、内頸動脈は収縮期に著明な血流低下、右
上腕動脈は血流低下と狭窄後波形を認めた。2014 年 5 月の USでは右総
頸動脈と外頸動脈が収縮期に逆流する波形に変化した。
【考察】
USの血流波形が変化する場合、その波形の変化により中枢又は末梢側

の血管病変が示唆される。今回、右椎骨動脈逆流以外に右総頸動脈、内頸
動脈波形に収縮期の血流低下を認め、波形の変化から腕頭動脈狭窄を疑
い、2014 年 5 月の USでは右総頸動脈の収縮期に逆流が出現し腕頭動脈
狭窄の進行が考えられた。
【まとめ】
USの血流波形が特異な変化を呈したため腕頭動脈狭窄を疑い、経過観

察中の血流波形変化から病変の進行が疑われた一例を経験した。経過観
察中の波形に腕頭動脈狭窄の進行を疑う変化を認めたが、無症候、手術に
よる脳梗塞のリスク、患者自身が手術を希望しないため経過観察中であ
る。
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P3-47-1 当院における術前下肢静脈超音波検査の血栓
保有率の検討

○
こうもと み な

河本 峰奈、松本 善信、松井 孝男、大川 正人
NHO 西群馬病院 臨床検査科

【はじめに】深部静脈血栓症は，肺塞栓症の主な原因であり当院では術前
検査として実施をしてきた．今回，術前患者の血栓保有率（以下陽性率）
を調査し検討を行ったので報告する．
【対象及び方法】2011 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日に術前下肢静脈超
音波検査を実施した 564 名（男性：344 名、女性：220 名）について診療
科別，良悪性疾患別，男女別，年齢別の陽性率を調べた．
【結果】診療科は，呼吸器外科（以下呼外）413 件，消化器外科（以下消外）
123 件，乳腺外科（以下乳外）22 件，その他 6件．依頼科良悪性疾患別陽
性率は，呼外良性疾患 9.9％，悪性疾患 11.8％．消外良性疾患 24.3％，悪
性疾患 17.4％．乳外は全て悪性疾患で 13.6％．男女別では，呼外良性疾患
男性 10.9％，女性 7.4％．呼外悪性疾患男性 11.5％，女性 12.4％．消外良性
疾患男性 11.1％，女性 36.8％．消外悪性疾患男性 18.9％，女性 15.2％．乳
外は全て女性で 13.6％．年齢別では，呼外男性，消外男性女性，乳外女性
は 80 歳代，呼外女性では 60 歳代の陽性率が最も高かった．
【考察】健常者の陽性率が 3％前後，東北被災地の陽性率が 6～20％と報
告がある中，当院術前患者は，良悪性疾患関係なく陽性率は高い結果を示
した．悪性疾患では血液凝固性亢進により血栓ができやすいと言われて
いるが，良性疾患でも陽性率が高いのは良悪性疾患共に精神的ストレス
が関与しているとも考えられた．男女別では，消化器外科良性疾患女性の
陽性率が非常に高く他の要因も考えられた．年齢別では，高齢になるに従
い陽性率が上昇する傾向で高齢が危険因子と確認が出来た．
【まとめ】術前下肢超音波検査は，良悪性疾患関係無く実施することが望
ましい．

P3-47-2 多発性骨髄腫における新規治療薬と深部静脈
血栓症の検討

○
まつもと よしのぶ

松本 善信1,2、河本 峰奈1、松井 孝男1、礒田 淳2、松本 守生2、
大川 正人1

NHO 西群馬病院 臨床検査科1、NHO 西群馬病院 血液内科2

【はじめに】多発性骨髄腫（以下骨髄腫）新規治療薬のサリドマイド及び
レナリドマイドは，副作用として深部静脈血栓症を発症すると報告があ
る．骨髄腫の血栓保有率（以下陽性率），副作用報告の無いボルテゾミブ
との比較検討を行ったので報告する．
【対象及び方法】2011 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日に下肢静脈超音波
検査を実施した骨髄腫患者 81 名について初回検査の陽性率，経過観察を
行った 35 名について陰性から陽性となった症例数，新規の血栓を認めた
症例数について調べた．
【結果】治療前 42 名中 9名：陽性率 21.4％，レナリドマイド使用中・後 14
名中 3名：陽性率 21.4％，サリドマイド使用中・後 6名中 2名：陽性率
33.3％，ボルテゾミブ使用中・後 20 名中 4名：陽性率 20.0％．経過観察中
に陰性から陽性となったのはレナリドマイド使用 12 名中 4名，サリドマ
イド使用 7名中 1名，ボルテゾミブ使用 3名中 0名．叉，初回から血栓を
認め経過観察中に新規血栓を認めたのは，レナリドマイド使用 4名中 2
名，サリドマイド使用 2名中 0名，ボルテゾミブ使用中 5名中 1名．
【考察】治療前骨髄腫の陽性率は 21.4％で，当院で検討した術前下肢静脈
超音波検査科別陽性率，呼吸器外科 11.4％，消化器外科 19.5％，乳腺外科
13.6％と比べ高値であった．これは骨病変に伴う臥床，血液粘調変化等が
関与していると考えられた．レナリドマイド及びサリドマイドは，経過観
察中に血栓を認め，副作用報告の無いボルテゾミブより血栓発生の危険
性が確認できた．但し，血栓保有者の場合，ボルテゾミブ使用においても
新規血栓の増加を認めたことから定期的な下肢静脈超音波検査は必要と
思われる．
【まとめ】多発性骨髄腫患者では，治療前及び定期的な下肢静脈超音波検
査が望ましい．

P3-47-3 IgG4関連自己免疫性膵炎（1型AIP）診断に
おける超音波検査の有用性―当院で経験した
AIPの 3症例から―

○
ま え だ は る な

前田 春奈、西浦 哲哉、桂田 絵美菜、武藤 憲太、小田 繁樹、
内藤 愼二

NHO 嬉野医療センター 臨床検査科

【はじめに】IgG4 関連自己免疫性膵炎（AIP）は、画像上膵癌や胆管癌な
どの悪性腫瘍との鑑別が問題となる。今回、我々はAIP の 3 症例を経験
し、その診断及び治療後の経過観察に超音波検査（US）が有用であった
ので報告する。【症例 1】72 歳、女性。主訴：アミラーゼ高値。USにて膵
頭部および膵体尾部に低エコー域と多数の点状高エコーが観察された。
顎下腺は全体的に内部不均一で、小さな低エコー域が多数認められた。
CTで膵の被膜様構造、ERCPで膵管の狭細化を認め、IgG4 の上昇も認め
られたことからAIP と診断された。ステロイド投与により、US上の低エ
コー域の縮小、消失が観察された。【症例 2】79 歳、男性。主訴：顎下部
腫脹。USにて顎下腺に多数の低エコー域が認められた。また、膵体尾部
の腫大とエコー輝度の低下が認められた。CTでの膵の膜様構造、ERCP
での膵管の狭細化に加え、IgG4 の上昇が認められAIP と診断された。【症
例 3】50 歳、男性。主訴：繰り返す慢性膵炎。USにて膵頭体部は、内部
不均一で腫大しており、実質のエコー輝度の著明な低下と多数の点状高
エコーが観察された。CTでの被膜様構造及び IgG4 の上昇が認められ
AIP と診断された。【まとめ】3例の最終診断はUS、CT、ERCPの画像所
見と IgG4 値など総合的に行ったが、その中でUSは低エコー像を背景と
した膵内部の点状高エコー像といったAIP を示唆する有力な所見を提
供し、さらにAIP の膵外病変である顎下腺炎の検出やステロイド治療後
の経時的に変化する膵臓を簡便かつ繰り返し観察する事にも適するな
ど、AIP の診断と経過観察に有用な検査法と考えられた。

P3-47-4 超音波検査における小児の脾臓計測について

○
やなぎさわ た か し

柳澤 隆司1、松枝 岳志1、熊谷 豊1、三井 恵都子1、清水 紀臣1、
高橋 康之1、前島 俊孝1、島崎 英2

NHO 信州上田医療センター 研究検査科1、
NHO 信州上田医療センター 小児科2

【目的】脾臓の大きさは、小児期に最大になり加齢に伴い萎縮していくと
いわれている。そのため、小児の脾腫を超音波装置を用いて評価すること
が困難である。今回、我々は小児科より依頼された患者を対象に脾臓の大
きさについて比較検討したので報告する。【対象・方法・装置】2010 年 4
月～2014 年 3 月までの期間に小児科を受診した生後 2ヶ月～19 歳まで
の患者で脾腫の原因となる疾患がなく、肝機能検査が正常だった小児 301
名（男児 156 名 女児 145 名）を対象に行った。計測方法として脾断面像
が脾門部を通り面積が最大となるよう描出し、Spleen Index（長径×短径、
以下 SI）で求めた。超音波装置は東芝社製 探触子は 3.5～3.75MHz コン
ベックスプローブを使用した。【結果】1．性別ごとに身長、体重、年齢と
SI との相関を求めた。身長と SI の相関は、男児 r＝0.758、女児 r＝0.775、
体重と SI の相関は、男児 r＝0.715、女児 r＝0.787、年齢と SI の相関では、
男児 r＝0.731 女児 r＝0.733 となった。特に男児は身長、女児は体重に高
い相関を示した。2．男女年齢別 SI の平均値では、男児・女児共に年齢ご
とに緩やかな増加傾向を示した。標準偏差では男児 14 歳、女児は 11 歳で
最もバラツキがあった。【まとめ】1．平均値の増加および標準偏差で最も
バラツキのあった年齢付近は、第二性徴期に重なり個人差によるもと思
われた。2．小児における脾腫の評価は、小児期に脾臓が最大となること
を視野に入れ、臨床症状や検査値から総合的に判断すべきと考える。3．
計測対象者が少ない年齢もあり、更なるデータの蓄積が必要である。
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P3-47-5 当院における超音波装置管理の現状と取り組
みについて

○
い け だ かずのり

池田 和典1、柿沢 愛子1、岡野 真紀子1、佐戸 由紀子1、
北沢 敏男1、峰岸 正明1、高見 徹2、伊藤 健治3、杉浦 信之3

NHO 千葉医療センター 臨床検査科1、NHO 千葉医療センター 循環器内科2、
NHO 千葉医療センター 消化器内科3

【はじめに】超音波検査は非侵襲的であり得られる情報が多く、医療現場
おいて必要不可欠な検査として進歩をもたらしている。当院では、各診療
科が超音波機器を個別に保有し、保守や修理を行っていたため機器の状
態把握が難しい現状があった。この問題を解決すべく、2013 年 5 月より一
元管理を目的とした超音波装置管理委員会を設立したので、経緯と現状
の取り組みについて報告する。【背景】当院は病床数 455 床、一日平均外
来患者数 800 人の総合病院である。超音波検査件数は、院内全体で 50
件�日である。超音波機器は院内で 20 台を有し、うち 4台が臨床検査科管
理のもと運用され、以下のような問題点を抱えていた。1．各診療科に点
在する超音波機器の稼働状況の把握が困難。2．必要な保守点検が適正に
行えているか把握が困難。3．超音波画像の保存方法が統一されていない。
4．機器が多種に及んでおり消耗品等の互換性をもたせることが困難。【取
り組み】1．院内の超音波機器の配置や機器の状態の把握。2．定期保守計
画の策定と実施。3．修理や相談窓口を臨床検査科に統一。4．超音波機器
の適正使用の啓蒙活動。【まとめ】一元管理を行うことにより安全性の確
保、消耗品やプローブ等の共有、機器の有効利用促進における超音波機器
の稼働率向上に役立つと思われる。さらに修理や問い合わせ窓口を一つ
にしたことで設置部署での対応が簡易化され、故障時の迅速な対応と保
守、消耗品管理に関する業務軽減が可能になったと考えられる。しかし、
超音波装置管理委員会を設立後、様々な相談や修理対応により臨床検査
科の日常業務が圧迫されるため、人的資源の確保が課題となっている。

P3-47-6 当院における「院内認定胎児超音波検査技
士」発足と活動報告について

○
う ち だ

内田 ゆみ1、土岐 美幸1、加藤 康子1、工藤 朋子1、神山 恭子1、
濱田 靖1、竹内 智明1、日吾 雅宣1、島田 哲也1、服部 純尚2

NHO 埼玉病院 臨床検査科1、NHO 埼玉病院 産婦人科2

【はじめに】胎児超音波スクリーニングの目的は胎児発育の確認，形態異
常，well�being の評価についての精査を行う症例を抽出する検査である．
胎児超音波スクリーニングを一定のクオリティを持って施行可能とする
事を目的とし，院内認定胎児超音波検査技士（以下「認定技士」という）
を発足，2013 年 4 月 1 日から施行された．母親学級にも参加し検査の内容
を理解して受けてもらうために説明をしている．【概要】認定技士取得に
ついて．産婦人科医師（以下「医師」という）が行う胎児超音波スクリー
ニングに関する講義を受講．その後産婦人科外来にて行われている妊婦
健診に同席し，医師指導の下で 50 症例以上の胎児超音波スクリーニング
を施行．日本超音波医学会専門医による見極めにより適格と判断された
者が認定技士の資格を取得出来る．資格更新は原則，年間 100 症例以上の
胎児超音波スクリーニングを施行した場合とする．【取り組み内容】認定
技士は産婦人科外来で医師が決めた胎児超音波スクリーニングの週数
と，医師が必要と判断した妊婦に対し検査を施行．胎児の異常の有無等を
確認し医師に報告する．また，母親学級では画像とスライドを用いスク
リーニングでどのような形態を見ているのか，また検査を受けるための
確認事項を説明する．【まとめ】認定技士は産科外来で医師の補助として
正確に胎児超音波スクリーニングを行っていく．今後の展望として，認定
技士は医師の負担を軽減するためにさらに高度の診断もできるようにス
テップアップを目指す．母親学級においては動画を多く取り込み，週数に
応じた胎児の見え方を解説．また妊婦からの要望の多い 4Dエコーの画像
提供にも取り組んでいきたいと考える．

P3-48-1 当院において最近経験したTTP�HUSの2
症例の検討

○
く や ま な お と

九山 直人、岩永 栄作、河北 敏郎、井上 佳子、榮 達智、
原田 奈穂子、日高 道弘、清川 哲志、河野 文夫

NHO 熊本医療センター 血液内科

細血管障害に基づく溶血性貧血、血小板減少、および血小板血栓による腎
障害を特徴とする血栓性微小血管障害症（TMA）には、血栓性血小板減
少性紫斑病（TTP）と溶血性尿毒症症候群（HUS）の病態が含まれる。TTP
はさらに発熱と動揺性神経障害とADAMTS13 活性低下し血漿交換が有
用で、 HUSではベロ毒素を産生する病原大腸菌感染性腸炎に続発する。
最近TTP�HUSの 2 症例を経験し、1例は、ADAMTS13 活性正常でベロ
毒素陰性で非定型的TTP�HUS症例ではあるが血漿交換が著効した症例
と、もう 1例はADAMTS13 活性低下し典型的なTTP症例と考えられた
が血漿交換での反応が乏しかった症例を経験したため報告する。【症例 1】
70 歳女性 某日、嘔気、下痢を認め、翌日からは尿量が低下し、血液検査
にて血小板減少、腎機能障害、破砕赤血球を伴う溶血性貧血を認めたた
め、TTP�HUS疑いで当院救急搬送となった。明らかな神経障害はなく微
熱であった。TMAの三徴候を認めたため緊急的に血漿交換と血液透析を
施行し、血小板は増加し腎障害も改善した。ベロ毒素は陰性、ADAMTS
13 活性は正常であり、非定型TTPと考えられた。【症例 2】67 歳男性
某日、顔面の痺れと左上腕の腫脹で近医受診、頭部CTでは異常はなかっ
た。その数日後にせん妄状態となり、38℃の発熱、溶血性貧血、血小板減
少、蛋白尿も認めTTP�HUS疑いで当院救急搬送となった。ADAMTS
13 活性低下しているが血漿交換とステロイド投与で効果なく、リツキシ
マブも投与したが血小板増加は認めなかった。2例とも症状や検査からは
典型的な経過ではなく若干の文献的考察を加え報告する。

P3-48-2 多発性骨髄腫におけるMyc遺伝子関連異常の
意義

○
せきぐち なおひろ

関口 直宏、永田 明久、栗本 美和、萩野 剛史、能登 俊、
竹迫 直樹

NHO 災害医療センター 血液内科

（諸言）多発性骨髄腫（MM）の染色体異常に基づく予後不良因子として
G�分染法における低 2倍体、Fluorescence in�situ hybridization（FISH）
法における IgH�FGFR3、IgH�MAF、および del p53 などが報告されてい
る。さらに、Myc 蛋白の発現もMMの予後に寄与していることが示唆さ
れている。しかし、ボルテゾミブを含む新規薬剤導入後におけるMM
の予後に対して、Myc 遺伝子関連異常の意義に関する報告は限られてい
る。（方法）対象は 2008 年 6 月から 2011 年 6 月まで当院で診療した初発
MM症例で、ボルテゾミブ、デキサメサゾン療法による完解導入療法を施
行した 40 例。臨床データ、G�分染法、FISH法、奏効率、および生存に
ついて解析した。この研究においては、染色体異常における予後不良因子
は低 2倍体、IgH�FGFR3、および delp53 と定義した。また、Myc 遺伝子
の転座、遺伝子増幅、および 8番染色体の異数体をMyc 遺伝子関連異常
と規定した。（結果）年齢の中央値は 71 歳、男女比は 27�13 であった。観
察期間の中央値は 13.3 か月、全奏効率は 60％、無増悪生存期間と生存期
間の中央値は、それぞれ 9.0、24.6 か月であった。既報に基づく染色体異
常における予後不良因子の有無は生存に影響を与えなかったが、Myc 遺
伝子関連異常を有する群は有さない群に比して有意に予後が不良であっ
た。（結論）Myc 遺伝子関連異常は、ボルテゾミブを含む完解導入療法を
施行した初発MM症例の予後不良因子である可能性が示唆された。今
後、さらなる症例の蓄積が必要と考える。



第 68回国立病院総合医学会 853

P3-48-3 気道ステントを用いて気道確保し化学療法を
施行した縦隔原発大細胞型B細胞性リンパ腫
2例

○
き た けい

喜多 桂1、中村 裕幸1、長谷川 祐太1、杉山 圭司1、山本 秀行1、
小島 勇貴1、徳永 隆之1、宮田 泰彦1、國富 あかね1、
飯田 浩充1、直江 知樹1、沖 昌英2、永井 宏和1

NHO 名古屋医療センター 血液内科1、
NHO 名古屋医療センター 呼吸器内科2

【緒言】気道圧迫を来す良性・悪性腫瘍においては、その診断に要する期
間または治療効果が出現するまでの期間の気道確保が必要になる場合が
ある。今回我々は、上大静脈症候群の症状で発症し気道狭窄を来す巨大縦
隔腫瘍に対し、気道ステントを用いて気道確保し、確定診断の後、化学療
法を施行し救命した 2例を経験したので報告する。【症例】症例 1は 42
歳女性、症例 2は 32 歳の妊娠 36 週の女性であった。いずれも、呼吸困難
と頭頸部浮腫を初発症状とし、縦隔の巨大腫瘤による気道狭窄を認めた。
症例 1は経気管支的に病変の生検を施行し、縦隔原発大細胞型B細胞性
リンパ腫と診断された。症例 2は、硬性鏡ステント留置の間に帝王切開に
て出産し、その後エコー下生検にて縦隔原発大細胞型B細胞性リンパ腫
と診断された。いずれも、診断および加療による腫瘍縮小・気道狭窄の解
除が得られるまでの期間、DumonYステント留置による気道確保により
安定した呼吸状態を保つことができた。症例 1は約 1ヶ月、症例 2は約 20
日間 DumonYステント留置を行い、化学療法による腫瘍縮小の後にステ
ント抜去に至った。化学療法終了後、両者ともにリンパ腫病変の再燃を来
さず現在に至る。【まとめ】気道狭窄を来す縦隔腫瘍に対し適切な診断・
治療を施行するためには、一定期間の安全な気道確保が必須である。気道
ステント留置は縦隔腫瘍における重要な診療手段の一つと考えられる。

P3-48-4 急性骨髄性白血病寛解導入療法におけるパロ
ノセトロンの有効性の検討

○
に い み ひろまさ

新美 寛正、太田 逸朗、宗正 昌三、下村 壮司
NHO 広島西医療センター 内科

目的：パロノセトロンは急性期の悪心・嘔吐抑制効果のみでなく、遅発
期の効果も報告されている 5�HT3 受容体拮抗薬であるが、連日の化学療
法による悪心・嘔吐抑制効果の報告は少ない。今回われわれは、急性骨髄
性白血病寛解導入療法（IDR＋AraC）の制吐療法としてパロノセトロンを
使用し、その有効性の評価をレトロスペクティブにおこなったので報告
する。方法：対象は 2012.8～2013.12 にかけて当科で IDR＋AraC 療法を
施行した 18 例。制吐療法は day1 にパロノセトロン、day6・7 にグラニセ
トロン、day1～3 にデキサメサゾンを使用、アプレピタントの使用は医師
判断とした。アプレピタント投与の有無別に、嘔吐完全抑制（CR）、完全
制御（CC）を急性期（24 時間以内）、遅発期（24 時間以降）にわけて検
討した。結果：アプレピタント投与群 8例、非投与群 10 例。CR率は、急
性期においてはアプレピタント投与群 100％、非投与群 90％。遅発期にお
いてはアプレピタント投与群 75％、非投与群 70％。CC率は、急性期にお
いてはアプレピタント投与群 100％、非投与群 90％。遅発期においてはア
プレピタント投与群 50％、非投与群 60％。いずれもアプレピタント投与
の有無による差はなし。総括：急性骨髄性白血病寛解導入療法において、
パロノセトロンを用いた制吐療法は従来の報告と同程度の有効性を示し
た。アプレピタント投与の有無による差が明らかでなく、パロノセトロン
の効果によりマスクされてしまった可能性がある。

P3-48-5 可溶性CD30血清濃度と成人T細胞白血病
の腫瘍性肺病変

○
たけもと し げ き

武本 重毅
NHO 熊本医療センター 臨床検査科

【目的】国立病院機構熊本医療センター（KMC）で診療を受けた成人T
細胞白血病（ATL）患者について、血清中可溶性サイトカイン受容体 sCD
30 を測定し、その血清濃度に影響を与える因子について調べた。【方法】
2005 年 9 月から 2010 年 12 月の間にKMCで診療したATL患者のう
ち、同意を得てデータ解析が可能だった 52 例（うち同種造血幹細胞移植
症例 24 例）を対象とした。【成績】可溶性サイトカイン受容体の sCD30
ならびに sIL�2R の血清レベルは、治療により低下するものの、治療抵抗
例では再上昇し、末期状態では異常高値を示した。移植症例の全生存期間
（2年間）について解析したところ、sCD30≧170U�mLでは sCD30＜170
U�mLと比較して有意に予後不良であった（Log�rank test : p＝0.0003）。
そのほとんどが肺の腫瘍性病変で死亡していた。また化学療法中に sCD
30 レベルが上昇して死亡した症例では、肺の浸潤影も同時に増強してい
た。初回治療群 32 例を中央値（15％）で 16 例ずつに分けると、sIL�2R
レベルの中央値は 20000 U�mL前後でほとんど差はみられないが、末梢
血中のATL細胞が多い群（実際には 23％以上）の sCD30 レベルは、低
い群（6％以下）と比べて 10 倍以上に上昇していた。【結論】治療経過中
の sCD30 レベル上昇は腫瘍性肺病変に関わっていることが示唆された。
また末梢血中の腫瘍細胞数もまた sCD30 レベルに影響を与えた。このた
め未治療段階での sCD30 レベルよりも化学療法終了後や移植前状態に
おける測定値の方が、有意に予後を反映したと考えられた。ATL治療前
後で患者血清中の sCD30 値を測定することは、重篤な腫瘍性肺病変の有
無を評価するのに有用である。

P3-49-1 副鼻腔に発生した solitary fibrous tumor の
1例

○
いわなが こうすけ

岩永 浩輔、白石 幸恵、小田 繁樹、田場 充、内藤 愼二
NHO 嬉野医療センター 臨床検査科 病理診断部

【はじめに】solitary fibrous tumor（以下 SFT）は線維芽細胞様の紡錘形
細胞が厚い膠原線維束の増生を伴い不規則に増殖する比較的稀な限局性
の腫瘍であり、多くは胸膜に発生する。今回、副鼻腔に発生した非常に稀
な SFTの 1例を経験したので、その組織像と免疫組織化学の所見を中心
に報告する。
【症例】80 歳 女性。主訴：鼻出血。近医にて鼻腔内腫瘤を指摘され、精
査・加療目的で当院耳鼻科を受診した。
CT画像所見：前部篩骨洞を主体に血流豊富な腫瘍性病変が認められた。
上顎洞内側壁の骨破壊は認められなかった。
病理組織所見：腫瘍組織は、膠原線維性基質の増生を伴い錯綜、増殖する
紡錘形の線維芽細胞様細胞から構成されていた。腫瘍細胞は、免疫組織化
学で vimentin、CD34 が陽性で、S�100、actin、EMA、keratin、KP�1
は陰性であった。以上の所見から SFTと診断した。
【考察】SFTは、中皮下間葉系組織を構成する線維芽細胞様細胞を由来と
する限局性の腫瘍である。発生率は人口 10 万人あたり 2.8 人、好発年齢は
60～70 歳、男女差はなく、多くは良性である。縦隔、胸膜、腹膜に好発し
副鼻腔の発生は非常に稀である。組織像は多彩であり“patternless pat-
tern”とよばれるパターンのない増殖パターンを特徴とし、免疫組織化学
でCD34 が陽性となる。本症例もこれらの所見と一致しており SFTと診
断した。
【まとめ】副鼻腔に発生した非常に稀な SFTの 1例を経験した。稀ではあ
るが、副鼻腔の隆起性腫瘍性病変を認めた場合は、SFTの可能性も念頭に
置き観察、診断することが重要である。
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P3-49-2 肺原発粘表皮癌の1例

○
まつもと ゆ み こ

松本 裕美子1、川上 喜久1、松井 孝男1、大川 正人1、
岩科 雅範1、武井 宏輔2、富澤 由雄2、渡邉 覚2、懸川 誠一3、
川島 修3

NHO 西群馬病院 臨床検査科1、NHO 西群馬病院 呼吸器内科2、
NHO 西群馬病院 呼吸器外科3

【はじめに】気管支に発生する粘表皮癌は全肺癌の 0.1～0.2％と極めてま
れな悪性腫瘍であり、30 歳以下の若年者に好発する腫瘍である。今回我々
は、若年者の肺原発粘表皮癌を経験したので報告する。【症例】21 歳女性。
検診の胸部X腺で右上葉に異常陰影を指摘され当院紹介受診。胸部CT
にて右気管支B3 の閉塞が認められ、気管支鏡検査が施行された。【気管支
擦過細胞診所見】気管支擦過細胞診では比較的きれいな背景に、シート状
および重積性のある集塊で、軽度核異型を有する小型の細胞を認めた。こ
れらの小型細胞は、N�C比はやや高く、ライトグリーン好性の細胞質を有
し、核クロマチンの増量は軽度であった。また、集塊の一部に核偏在で細
胞質に粘液を有する細胞も少数認められた。これらの所見より腺系の腫
瘍が疑われたが、全体的に異型に乏しく断定困難だった。【生検】生検組
織では、肺硬化性血管腫や腺癌などが鑑別にあげられたが確定診断には
至らなかった。【手術標本組織診所見】肉眼的には右肺気管支の上葉支区
を閉塞する隆起性病変が、気管支腔内に沿って鋳型状に進展していた。組
織学的には粘液産生細胞が管状、のう胞状に増殖し、一部に扁平上皮様細
胞や中間細胞が認められた。以上の所見より低悪性度の粘表皮癌と診断
された。【まとめ】粘表皮癌の推定には扁平上皮様細胞、粘液産生細胞お
よび中間細胞の存在が重要であるが、今回我々が経験した症例は、細胞診
では異型の弱い腺系細胞と粘液細胞を認めるのみで、粘表皮癌の推定に
は至らなかった。低悪性度の粘表皮癌は若年女性の中枢側に発生するこ
とが多く、患者の年齢や発生部位などの臨床情報から本腫瘍を念頭にお
く必要があると思われた。

P3-49-3 卵巣に発生した上衣腫の1例

○
ぬ ま た ま さ お

沼田 正男1、日吾 雅宜1、石野田 友香1、竹田 信邦1、
竹内 智明1、三戸 聖也1、島田 哲也1、樋野 牧子2、中川 博之2

NHO 埼玉病院 臨床検査科1、NHO 埼玉病院 婦人科2

【はじめに】脳室外に発生する上衣腫は極めて稀である．今回，我々は病
理組織学的に卵巣原発の上衣腫と診断された 1例を経験し、腫瘍捺印細
胞診について検討したので報告する．【症例】20 歳代，女性現病歴：1～2
年前より徐々に腹部腫脹を自覚し近医を受診，下腹部腫瘤を指摘され精
査目的で当院紹介受診となった．【MRI】骨盤内を占める巨大な腫瘤を認
め，内部は充実成分と嚢胞成分が混在した不均一な構造を示し，造影MRI
で不均一な増強効果を認めた．画像診断で卵巣悪性腫瘍または腸間膜由
来のGISTが疑われた．【病理組織診断】左卵巣に 15×13×7cm大の多結
節状腫瘍を認めた．割面は白色充実性で一部に出血や壊死がみられた．組
織学的には境界不明瞭な好酸性の胞体に，比較的均一な類円形の核を有
する腫瘍細胞が充実性増殖しており，ロゼット様の構造がみられた．腫瘍
細胞は免疫染色でGFAPがびまん性に陽性であり，以上の所見から病理
組織学的に卵巣原発の上衣腫と診断された．【腫瘍捺印細胞診】円柱状で
淡明な細胞質に腫大した類円形の核を有する異型細胞が増殖しており，
ロゼット様配列が認められた．【考察】卵巣原発の上衣種は国内外での症
例報告で 30 例に満たない報告のみと極めて稀であり，今回腫瘍捺印標本
での細胞像を検討したところロゼット様配列が認められ，組織像と合致
する所見と考えられた．今回の事例を踏まえ，腫瘍捺印細胞診は組織型を
推定する上で有用であると思われる．

P3-49-4 甲状腺穿刺吸引細胞診にて核内細胞質封入体
を認めた甲状腺脂肪腺腫の1例

○
は ら だ か ず や

原田 和弥、小山 奈津子、佐々木 正和、芥川 和彦、
藤田 良生、渡邉 清司、梶本 忠史、玉川 孝治、星田 義彦

NHO 大阪南医療センター 臨床検査科

【はじめに】
甲状腺の脂肪腺腫は比較的まれな病変で、成熟脂肪が優位な良性瀘胞腺
腫である。
あまり知られていないが、腫瘍細胞にて核内封入体を認めることがある。
今回、我々は核内封入体の出現により、術前穿刺吸引細胞診にて乳頭癌を
疑われた脂肪腺腫症例を経験したので報告する。
【症例】
70 代男性。既往歴：糖尿病、狭心症。血糖コントロール目的にて当院内分
泌内科に入院となる。
12 年前から甲状腺左葉に 31.7×25.7×33.5mm大の腫瘍を指摘されてい
た。サイログロブリンは 127.8ng�ml。
術前穿刺吸引細胞診にて乳頭癌と診断され、甲状腺亜全摘術並びにリン
パ節郭清術が施行された。
【穿刺吸引細胞診所見】
背景は血性、炎症性で脂肪細胞が多数出現していた。
典型的な乳頭状配列は認めないが、核の腫大、大小不同、核形不整（核溝）、
細顆粒状のクロマチンが増加を示す細胞の小集塊が認められ、出現細胞
に多数の核内細胞質封入体を認めた。以上より、乳頭癌疑いとした。
【病理組織学的所見】
甲状腺内に境界明瞭で黄色調を呈する腫瘍形成を認めた。
腫瘍は被膜に囲まれた結節で、結節内部は甲状腺濾胞上皮が濾胞上・小
濾胞上・索状に増殖し、間質に成熟脂肪組織が混在していた。
濾胞上皮に核溝や軽度のクロマチンの増量を認め、核内封入体も散見し
ていた。脂肪腺腫と診断した。
【まとめ】
核内封入体は甲状腺穿刺吸引細胞診において乳頭癌の重要な所見である
が、時として硝子化索状腫瘍、腺腫様甲状腺腫、髄様癌、未分化癌でもみ
られることが報告されている。
本症例は核内封入体を観察した際に、脂肪腺腫も鑑別に加えて検鏡せね
ばならない事を教示してくれた教訓的な症例である。

P3-49-5 小児肝細胞癌の1例

○
やまざき し げ き

山崎 茂樹1,2、飯島 健太1,2、金井 誠也1、内田 清乃1,2、
小野 ひろみ1,2、辰野 美知子1、髙橋 千明1,2、岡林 舞1,2、
小関 満2、松林 守1,2、岩淵 英人1、大喜多 肇1、松岡 健太郎1、
奥山 虎之2、中澤 温子1

国立成育医療研究センター 病理診断部1、
国立成育医療研究センター 臨床検査部2

【はじめに】小児肝原発性腫瘍は小児腫瘍の 1％前後であり，ほとんどが
肝細胞に由来する上皮性悪性腫瘍で肝芽腫と肝細胞癌に大別される．基
本的に小児肝細胞癌は成人例と同様であるが，肝硬変症の合併は成人例
に比べて少なく，多結節性で両葉に認められることが多いとされる．【症
例】13 歳，男児．1歳時に EBVによる血球貪食性リンパ組織球症，重症
肝炎と診断された．4歳 7か月時にMRI で肝硬変を指摘された．13 歳 6
か月時AFP上昇と EOB造影MRI で S6 に 20mm，S2 に 12mmの肝細
胞癌を指摘され，13 歳 10 か月時に生体肝移植を行った．【病理組織所見】
摘出肝 S2，S6 にみられた腫瘍は組織学的に数層からそれ以上の厚さの索
状構造をとる腫瘍細胞からなり，数十個の細胞が一層の内皮細胞に覆わ
れ島状に配列する中索状型，偽腺管型の中分化型肝細胞癌でEdmondson
分類 II 型に相当する組織像であった．また，S6 の線維性結合組織内には
類円型核を有する小型腫瘍細胞の胞巣状増殖，腺管様構造が認められた．
免疫組織化学染色は肝細胞癌部分でCK7，AFP，EMA，HEP�1 が一部陽
性，glypican�3 陽性，CK19 陰性，結合織内腫瘍でCK7，AFP，EMA
が一部陽性，HEP�1 陰性，CK19 陽性であった．診断に難渋したが，最終
的にCombined hepatocellular�cholagiocellular carcinoma with stem�cell
features，intermediated�cell type と診断された．【まとめ】本症例はEBV
による重症肝炎後の肝硬変を合併した肝細胞癌である．小児に発生する
成人型肝細胞癌では肝硬変合併は成人に比べ少ないとされているが，悪
性転化の早期発見には腫瘍マーカーや画像診断による定期的な経過観察
が必要と考える．
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P3-49-6 子宮頸部および内膜細胞診に出現したDif-
fuse large B�cell lymphoma（DLBCL）の一
例

○
やまぐち か お り

山口 佳織1、時田 和也1、澁木 康雄1、佐々木 直志1、
川村 公彦1、中島 哲1、吉田 正行2、前島 亜希子2、平岡 伸介2、
落合 淳志2、池田 俊一3

国立がん研究センター中央病院 臨床検査部1、
国立がんセンター中央病院・研究所 病理診断科2、
国立がんセンター中央病院・研究所 婦人腫瘍科3

【はじめに】婦人科臓器原発の悪性リンパ腫は稀であり，節外性リンパ腫
の 1％程度である．今回細胞診にて悪性リンパ腫を推定しえた症例を経
験したので報告する．
【症例】70 代女性．不正性器出血を主訴に近医受診．細胞診にて悪性疑い，
超音波検査にて骨盤内腫瘤を認めたため，精査目的で当院紹介受診．CT
にて多発リンパ節腫脹と腹腔内多発腫瘤を認め，子宮頸部および内膜細
胞診にて悪性リンパ腫も鑑別にあがる悪性細胞が出現していた．子宮膣
部，内膜生検を施行し，DLBCLの診断となった．
【細胞所見】リンパ球主体の炎症性背景に，N�C比が高く，核にくびれや
切れ込みのある弧在性の異型細胞が多数見られた．クロマチンは粗顆粒
状に増量し，核小体が複数個目立つ細胞も見られた．
【組織所見】子宮膣部生検では核小体明瞭，クロマチンの増量した異型腫
大核を有するN�C比の高い大型異型細胞が複数の小型脈管内に存在し
た．異型細胞は免疫組織化学的にAE1�AE3（�），desmin（�），CD45
（＋），CD20（＋）を呈した．採取された検体では Intravascular large B�
cell lymphoma の像であったが，臨床的に腫瘤形成がありDLBCLの脈管
浸潤と考えられた．
【考察】DLBCLは大型，N�C比大で結合性に乏しい細胞像を示し，時と
して低分化な上皮性腫瘍との鑑別が難しい．本症例は当初，卵巣癌を疑わ
れていたが，細胞像から悪性リンパ腫が鑑別に挙がり，生検にてDLBCL
の診断となった．DLBCLは婦人科癌と治療法が異なるため，細胞診での
迅速な診断は臨床的に有用である．鑑別診断として念頭に置いておく必
要があると考える．

P3-49-7 乳癌の転移が疑われた外陰部腺癌の1例

○
あ ん ぽ の ぶ き

安保 伸樹1、坂巻 恭子1、余語 直実2、鈴木 芳明1、大矢 良之1、
川畑 久1、堀田 綾子2、齋藤 生朗2、園田 広弥3、朝比奈 昭彦3、
飯塚 美香4、安達 献1,5

NHO 相模原病院 臨床検査科1、NHO 相模原病院 病理診断科2、
NHO 相模原病院 皮膚科3、NHO 相模原病院 乳腺外科4、
NHO 相模原病院 統括診療部5

【はじめに】外陰部に発生する腺癌は外陰癌の約 4％と稀である。今回、
乳癌術後 33 年と長期間経過後、外陰部に腫瘤形成を認め乳癌の転移が疑
われた症例を経験したので報告する。【症例】70 歳代、女性。【既往歴】33
年前、浸潤性乳管癌にて左乳房切除術＋リンパ節廓清術施行。【現病歴】
4ヶ月前より右外陰部に増大する腫瘤を自覚し当院受診。受診時、右外陰
部に 3.0×2.5cm大の広基有茎性腫瘤を認め、パンチ生検施行。生検では索
状ないし胞巣状に配列し増殖、浸潤する腫瘍細胞を認めた。腫瘍細胞は淡
明豊富な細胞質を持ち、PAS反応陽性、アルシアン青染色陽性を示し、印
環様細胞も見られ腺癌と診断されたが、転移性腫瘍の否定が必要と診断
された。確定診断および根治的治療を目的として腫瘍摘出術施行。摘出材
料は 6.0×3.0×2.2cm大で、皮膚中央部に 3.0×2.5×0.7cm 大のビランを
伴う広基有茎性の腫瘍を認めた。組織学的には、潰れた管腔を形成する腺
癌で面胞状壊死を伴い、胞巣状構造や融合管状、索状、乳頭状など多彩な
組織像を示した。腫瘍は主に外向性に発育し、皮下脂肪織内への浸潤は見
られなかった。腫瘍辺縁の表皮内には細胞質が明るい大型の腫瘍細胞が、
小胞巣状形成しながら Paget 病様の像を呈していた。【結語】乳癌の転移
が疑われた外陰部腺癌の 1例を免疫組織化学の結果も含め報告する。

P3-50-1 当院における肺穿刺吸引術中迅速細胞診の現
状と課題

○
うえやま まさひこ

植山 雅彦1、伊藤 健輔1、加藤 文章1、石原 幸治2

NHO 都城病院 中央検査部1、NHO 熊本医療センター2

［はじめに］当院では、術前に確定診断に至らなかった肺癌疑いの患者に
対し、術中迅速細胞診が施行されている。今回 2013 年 4 月から 2014 年 4
月末までに当院で施行された術中迅速細胞診 35 例について検討をおこ
なった。［結果］パパニコロ分類で class1，2 を陰性、3a、3、3b を偽陽性、
4，5を陽性とした。内訳は、陰性 4例、偽陽性 6例、陽性 25 例であった。
細胞診で陰性とした 4例は術後の組織診で良性疾患と診断された。また
細胞診で陽性となった 25 例の推定診断は、adenocarcinoma21 例、
squamous cell carcinoma4 例であった。adenocarcinoma と診断した 21
例中、1例のみが、組織診で large cell carcinoma と診断されたが、その他
はすべて一致した。偽陽性 6例の内訳は、class3a1 例、3，3 例、3b2 例で
あった。組織診では class3 の 1 例が類上皮肉芽腫でそれ以外はすべて
adenocarcinoma であった。［考察］偽陽性症例を見直した。組織診が良性
と診断された症例はリンパ球や組織球が多数出現している中、核小体が
明瞭な円柱上皮細胞の集塊がみられるが核異型に乏しく良性が疑われ
た。悪性と診断された症例で 3bとした 2例は異型細胞の出現が少数で
あったが悪性が疑われた。3a の症例は異型円柱上皮細胞の集塊が少数み
られ線毛が不明瞭であった。3の 1例は出現している異型細胞は極少数で
一部乾燥変性がみられた。もう 1例は小型で細胞異型は軽度だが、核小体
が明瞭でモノトーナスな出現を示していた。この 3例は判定困難な症例
だった。［まとめ］出現細胞数が少ない症例は過小評価していた。また判
定困難な症例中 2例は腫瘍の大きさが 1cm以下だった。過去の症例を
フィードバックすることが正診率向上に重要と思われた。

P3-50-2 同一腫瘍内に浸潤性乳管癌と浸潤性小葉癌を
認め，乳腺衝突癌と診断した一例

○
わかはら まこと

若原 誠1、鈴木 喜雅1、吉田 春彦2

NHO 米子医療センター 胸部・血管外科1、
NHO 米子医療センター 検査科病理2

【はじめに】今回，同一腫瘍内に浸潤性乳管癌と浸潤性小葉癌が存在し，
衝突癌と考えられた非常に稀な一例を経験したので，報告する．【症例】
41 歳，女性．2012 年春頃より左乳房腫瘤を自覚し，2012 年 12 月に左乳頭
より血性分泌物を認めたため，当科を受診された．エコーにて左乳房A
領域に 46×25×24mm大の腫瘤を認めた．穿刺吸引細胞診で悪性，solid�
tubular carcinoma 疑いと診断された．全身精査にて左乳癌 cT2N1M0
stage IIB との診断となり，左乳房部分切除および腋窩リンパ節郭清を施
行した．病理組織診断にて当初は浸潤性乳管癌，papillotubular carcinoma
≧solid�tubular carcinoma と診断された．しかし，追加の免疫染色の結
果，solid�tubular carcinoma と考えていた病変は，E�cadherin 陰性等の結
果より，浸潤性小葉癌と診断された．2つの組織型の分布が明瞭に区分で
き，隣接部分でもそれぞれの組織型が認識できることから，衝突癌と判断
した．両組織型ともER陽性，PR陽性，HER2 陰性と一致していた．術
後補助療法は，残存乳房への放射線照射と化学療法および内分泌療法を
行う方針とした．現在，化学療法（FEC100 4 クール）終了し，内分泌療
法を施行中である．術後 1年 5ヶ月で明らかな再発徴候を認めていない．
【考察】衝突癌は，同時性多発癌の一特殊型であり，2種類の無関係に発生
した癌が互いに接する，または一部が互いに浸潤したものと定義されて
いる．衝突癌を術前に診断することは困難であることが多く，術後補助療
法やフォローについても両組織型を考慮して決定する必要があると思わ
れ，臨床的にも注意を要すると考える．若干の文献的考察を加え，報告す
る．
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P3-50-3 36年の経過を追跡できたmyofibromatosis
の一例

○
かわしま あつひろ

川島 篤弘、笠島 里美、山岸 豊、水野 美保子、石田 勝政、
浜田 愛子、天澤 瑶子

NHO 金沢医療センター 病理診断科

【はじめに】Myofibromatosis は，新生児期に発生する稀な腫瘍である。今
回我々は，0歳 4ヶ月に顔面，後頭部，心窩部などの皮膚に多発し，36
歳まで経過を追跡できた 1症例を経験したので報告する。【症例】36 歳、
男性。0歳 4ヶ月時に顔面，後頭部，心窩部，左上腕内側など計 8カ所に
腫瘍があり，心窩部と左上腕内側の皮膚腫瘍が摘出された。6歳時に右下
顎骨腫瘍，11 歳時に左下顎骨腫瘍があり，それぞれ摘出された。13 歳時
に左前腕の骨間神経を全周性に取り囲む腫瘍を認め切除された。24 歳時
に後頭部皮下腫瘍があり，摘出された。28 歳時に舌腫瘍の摘出手術を受け
た。36 歳時に左前頭円蓋部脳腫瘍を認め，頭部造影MRI では同部位の硬
膜に付着する 33×21×22mm大の比較的均一に造影される腫瘍を認め，
周囲に脳浮腫を伴っていた。左前頭円蓋部脳腫瘍は，前医でのMRI と比
較して 3週間の経過で約 2.5 倍に増大しており，術前診断として肉腫，悪
性髄膜腫，悪性神経膠腫などが鑑別に挙げられた。早期に腫瘍摘出の方針
となり，開頭腫瘍摘出術が行われた。【組織所見】好酸性の胞体と腫大し
た不整な核を有する紡錘形細胞が束状を呈し，結節状に増殖し，粘液腫様
の間質が比較的目立つ。核分裂像は 3個�50HPF 程度あり，小血管増生を
伴い，hemangiopericytoma 様の血管構造も散見される。免疫染色では，
SMA（＋），desmin（�），S�100（�），MIB�1 陽性率 1�2％程度である。
最終的にmyofibromatosis と診断されたが，過去の腫瘍もこれに矛盾し
ないものであった。

P3-50-4 心筋炎のため外来で頓死した1剖検例

○
たまかわ すすむ

玉川 進
NHO 旭川医療センター 病理診断科

外来の点滴中に呼吸停止を来たし、その後剖検を行った症例を経験した
ので報告する。【症例】84 歳男性。てんかん、肺気腫、糖尿病、高血圧症、
脂質代謝異常。6月某日熱発のため当院呼吸器内科受診。胸部身体所見、
胸部レントゲン所見に異常なく、風邪薬を処方されて帰宅した。2日後、
腹部膨満と尿量減少を主訴に救急車にて来院。脱水を疑い点滴室で点滴
を行った。点滴中、妻が傍らを離れたわずかな時間に呼吸停止。一度は蘇
生に反応したもの約 6時間後に心停止を来した。死因追求のため病理解
剖が行われた。剖検では心臓に肉眼的な異常は見られなかったものの、顕
微鏡レベルでは心内膜および心筋に高度の急性炎症細胞浸潤が見られ
た。また前下行枝と回旋枝にも石灰化と高度の狭窄があった。また大動脈
にも強い石灰化が見られた。このことより、発熱、尿量減少は心筋炎と心
不全に伴う症状であり、心筋炎によって死亡したと推測された。

P3-50-5 腸上皮化生を伴う頚管型腺筋症に発生した子
宮腺癌の一例

○
もりうち ゆ き

森内 由季1,2、黒濱 大和2、三原 裕美2、梅崎 靖2,3、水谷 佳敬3、
安日 一郎3、伊東 正博2

NHO 長崎医療センター 初期研修医1、
NHO 長崎医療センター 病理診断科2、NHO 長崎医療センター 産婦人科3

【はじめに】子宮の内頚部型腺筋症は中年女性に好発し、無症状で境界明
瞭な腫瘤を形成する比較的稀な疾患と云われている。われわれは腸上皮
化生を随伴し癌腫を合併した頚管型腺筋症を経験したので、文献的考察
を加え報告する。【症例】44 歳女性。5年前に円靭帯の下方の子宮から骨
盤腔側に突出する 5cm大の子宮筋腫核出術を受けている。その後、核出
部付近の子宮頚部に嚢胞性腫瘤が指摘され経過観察されていたが、充実
性変化が出現したために子宮・右卵巣・付属器切除術が施行された。腫
瘤は子宮頚部右後方に存在し、5.5×5.0cm大、褐色調の割面で小嚢胞性変
化を伴う充実性結節で子宮内腔との連続性は見られなかった。腫瘤外側
は骨盤腔と癒着が見られた。組織学的に嚢胞部分には lobular endocervi-
cal glandular hyperplasia（LEGH）様の腺管が分葉状に増殖し、周囲に腸
管壁様の均一な平滑筋束を伴っていた。腺管には杯細胞、Paneth 細胞、
argentaffin 細胞を有する消化管粘膜様の化生が見られた。粘液は胃型優
位（Muc5Ac，HGM）で腸型（Muc2）が混在していた。腺管には LEGH
様の異型性のない腺管から境界悪性、腺癌像まで混在し、Ki67 は異型度に
比例して発現亢進が見られた。脈管侵襲やリンパ節転移は認めなかった。
子宮体部筋層や漿膜下、右卵巣には子宮内膜症が見られた。【結語】5年前
の子宮核出術が内頚部型腺筋症の誘因となり、大腸型の腸上皮化生を
伴ったことが発癌に関連したと推察された。腸上皮化生を伴う頚管型腺
筋症の報告はまれで、さらに癌化の報告は見られず極めて稀な症例と考
えられた。

P3-50-6 当院における33年間の剖検症例について

○
たちやま よしろう

立山 義朗1、瀧口 淳子1、山下 大貴1、藤本 貴美子1、
鈴木 詠子1、小畑 茂1、井内 康輝2、武島 幸男3、沖田 肇4

NHO 広島西医療センター 研究検査科1、株式会社 病理診断センター2、
広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 病理学研究室3、
社会保険診療報酬支払基金広島支部4

【目的】当院は 2005 年 7 月より旧国立大竹病院（200 床）と旧国立原病院
（240 床）が統合された 440 床の中規模病院である。剖検数は 1981 年から
2013 年 12 月末までに計 324 例（旧国立大竹病院 241 例を含む）となった。
全国的に剖検が減少している中、これまでの当院の剖検症例を整理する
とともに剖検の意義について再考したので報告する。【方法】剖検は 1981
年 4 月から広島大学病理学教室の協力のもと実施され、全症例について
剖検記録、肉眼写真、プレパラート、パラフィンブロックなどが保存され
ている。今回、これら剖検記録を参照し、年代別、男女別、年齢別、臨床
科別剖検数や主要剖検診断における悪性腫瘍症例などについて検討し
た。【成績】年間剖検数は 1例～31 例（平均 9.8 例）であり、剖検総数は
男性 5例、女性 1例の死産児を含み、男性 199 例、女性 125 例の計 324
例であった。年齢分布は死産児を除き、男性 65.7±16.4 才（6～91 才）、女
性 68.3±15.3 才（14～93 才）であった。臨床科別では内科が 247 例
（76.2％）と最も多く、外科 29 例（9.0％）が次いで多かったが、最近 5
年間の 58 例では、内科 27 例（46.6％）と最も多いものの、泌尿器科が 18
例（31.0％）、外科 9例（15.5％）であった。主要剖検診断では悪性腫瘍が
235 例（72.5％）と最も多く、甲状腺癌や前立腺癌などのラテントがん以
外にも剖検後初めて結腸や直腸、腎などに悪性腫瘍が見つかった症例も
あり、これらには神経難病など慢性疾患合併例も少なくなかった。【結論】
剖検は当然ながら各科担当医に左右されるが、剖検後初めて悪性腫瘍が
見つかる症例も少なくなく、腫瘍の組織診断や広がりなど精度向上させ
るためにも剖検する意義は十分ある。
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P3-51-1 当院で分離培養された結核菌の抗結核薬剤感
受性検査結果について

○
つ ぼ い としひろ

坪井 俊裕1、藤井 旬子1、大江 則彰1、駿田 直俊2

NHO 和歌山病院 研究検査科1、NHO 和歌山病院 呼吸器科2

【はじめに】和歌山県は、人口当たりの結核新規発症数が全国的に見て極
めて高い地域である。当院は、稼働中の結核病床を有する県内唯一の病院
であり、県の結核診療の中心的病院として政策医療を担っている。今回、
過去 7年間に当院で分離同定された結核菌について薬剤耐性状況及び動
向を把握するために調査を行った。【対象及び方法】2007 年～2013 年に当
院入院時に実施された結核菌培養検査において陽性となったもののう
ち、MGIT AST（BD）及び、ビットスペクトル SR（極東）による薬剤感
受性検査を実施した 371 株を対象とした。【結果】対象 371 株の内、1剤以
上の薬剤耐性を有するものの平均は 15.1％、結核年報 2011（結核研究所疫
学情報センター）の結果 12.4％、INH耐性の当院の平均 5.6％、結核年報
2011 の結果 4.8％であり、全国平均を上回った。多剤耐性菌の当院の平均
は 0.5％、結核年報 2011 の結果 0.7％、RFP耐性の当院の平均 0.3％は結
核年報 2011 の 1.1％を下回る結果であった。又、経年的な変動では、2009
年及び 2010 年に INH耐性の結核菌の検出率が例年より高いことがわ
かった。【考察】当院で分離された結核菌の耐性率は 2009 年、2010 年が最
も高く、特に INH耐性の検出率が高かった。その背景としては、高齢者
の再燃患者の罹患が多いことが考えられた。このことから、患者背景や過
去の治療歴や薬剤耐性を有する患者接触の有無も考慮し、地域での薬剤
耐性状況の経年的な変動に注意し継続的な観察を行っていく必要がある
と考える。

P3-51-2 結核病床を持たない当院における結核診療の
現状について

○
いいじま あ や こ

飯島 綾子1、後藤 秀人1、須藤 成人1、小嶋 亮太1、野間 大督2、
五来 厚生2、坂本 和裕2、椿原 基史1

NHO 横浜医療センター 呼吸器内科1、NHO 横浜医療センター 呼吸器外科2

【目的】結核病床を持たない当院における結核診療の現状について検討す
る。【対象・方法】2012 年 4 月から 2014 年 3 月までの 2年間に当院で保健
所に結核の届出を行った症例は 40 例で、内訳は肺結核 30 例、結核性胸膜
炎 1例、尿路結核 1例、リンパ節結核 1例、潜在性結核感染症 7例であっ
た。このうち、当院で診断された肺結核及び結核性胸膜炎 28 例を対象と
し、患者背景、発見方法、臨床経過等を検討した。【結果】平均年齢 66.7
歳（24�90 歳、中央値 74 歳）、性別（男 16 例、女 12 例）、喫煙歴（あり
18 例、なし 6例、不明 4例）、結核既治療歴（あり 6例、なし 22 例）、併
存疾患（糖尿病 6例、肺癌 3例、自己免疫性疾患 3例、なし 5例）、免疫
抑制剤使用（ステロイド 2例、infliximab 1 例）であった。発見方法は、
個別・定期健診 4例（14％）、医療機関有症状受診 16 例（57％）、医療機
関入院中 2例（7％）、医療機関通院中 6例（21％）であった。また、喀痰
抗酸菌塗抹陽性例を 11 例（39.3％）に認め、この患者がはじめに受診した
診療科は、呼吸器内科 6例、救命科 2例、循環器内科、消化器内科、呼吸
器外科、各 1例であった。うち、緊急入院を 5例に認め、結核病床を有す
る病院への転院までの平均入院期間は 9.2 日（2�19 日、中央値 7日）で
あった。病変分布は、病側（右�左�両側；11 例�5 例�12 例）、性状（I�II�
III�0 ; 1 例�4 例�22 例�1 例）、広がり（1�2�3 ; 14 例�8 例�5 例）、その他の
病変（肺門リンパ節腫脹 1例、滲出性胸膜炎 10 例、手術のあと 1例）で
あった。【結語】肺結核患者は、非定型症例もみられ、前医からの紹介で
呼吸器内科を受診するケースは限られており、また塗抹陽性患者の一部
は緊急入院を要した。すべての診療科で、結核を念頭においた診療が必要
である。

P3-51-3 結核治療における標準療法導入・継続上の問
題点について

○
す ず き ほ く と

鈴木 北斗、堂下 和志、黒田 光、高橋 政明、武田 昭範、
藤内 智、藤田 結花、山崎 泰宏、辻 忠克、藤兼 俊明

NHO 旭川医療センター 呼吸器内科

【目的】肺結核治療は、疾患の制御や感染予防のみならず、耐性菌を誘導
せずにより短期間に治療を完遂することが重要である。可能な限り標準
治療法を選択しDOTSを遂行する事が必要となる。しかし臨床の現場で
は、重篤な合併症や副作用などで標準治療が行えない症例に遭遇する。
【対象・方法】当院に 2009 年 4 月から 2013 年 3 月までの 4年間に入院し
た新規肺結核患者 288 例中、死亡症例（39 例、13.5％）を除く排菌陽性患
者 179 例について、治療変更や期間延長の要因などについて検討した。
【結果】79 歳以下の症例での標準治療A法の割合は 69.9％（72 例）B法の
割合は 22.3％（23 例）その他は 7.8％（8例）。治療変更はA法で 19 例 B
法では 4例で、殆どは副作用が原因で、治療期間延長はA法で 6ヶ月、
B法で 9ヶ月を超えるものはそれぞれ 34 例と 16 例であった。80 歳以上
でのB法の割合は 92.1％（70 例）その他は 7.9％（6例）。治療変更例は
8例で、主な理由は副作用、全身状態の悪化、薬剤耐性などで、治療延長
例は 39 例であった。共に延長の理由としては、重篤な副作用、糖尿病、
ステロイドの長期併用、担癌状態などであったが、特に理由もなく治療期
間が延長されていた症例も見られた。【考案】標準治療はA法 B法とも
に、病状などによって 90 日間延長が認められている。しかし今回検討し
た延長症例には、副作用による治療変更や延長例が多かった。また、明ら
かな理由を見いだせない症例も認められた。【結語】標準療法を積極的に
行うべきではあるが、幾つかの問題点が認められた。また治療を完遂する
為には、副作用対策は今後も重要な課題と考える。

P3-51-4 結核標準治療後再発例の検討

○
ふじうち さとる

藤内 智、鈴木 北斗、堂下 和志、黒田 光、高橋 政明、
武田 昭範、藤田 結花、山崎 泰宏、辻 忠克、藤兼 俊明

NHO 旭川医療センター 呼吸器内科

【背景】2012 年に新規登録された活動性結核 21283 人中、治療歴不明を除
く 1336 人（6.3％）が再治療患者であり、標準治療後の再発は結核対策上
見過ごすことのできない問題である。【対象と方法】1997 年から 2011 年ま
でに旭川医療センターで新たに化学療法を開始された患者中、標準治療
終了後に再排菌あるいは画像の悪化によって再発と診断され、再治療を
行った結核症例を抽出して前回治療時の治療内容、経過、治療中の問題点
を検討した。【結果】対象期間に化学療法が開始された結核 1287 例中、21
例（1.6％）に再発があり、前回治療歴が確認できなかった 1例を除く 20
例で検討を行った。男性 14 例、女性 6名、平均年齢は 67.6 才。再発まで
の平均日数は 671.8 日（36�2746 日）。PZAを含む 4剤による標準治療（A
法）実施 12 例、INH，RFP，EBの 3剤での治療（B法）実施 8例であっ
た。再発例では空洞、治療 2か月後の菌陽性例の比率が非再発例に比べ有
意に高かった。治療法、薬剤投与量、投与期間は同時期に治療を受けた非
再発患者群との間にいずれも有意差は認めなかった。有害事象により休
薬・減感作・薬剤の変更を行ったものは 4例（A法 3例 B法 1例）。薬
剤変更のなかった例ではアルコール依存症 2例、ステロイド併用例が 1
例あり、退院後の自己中断例 1例を加えると治療経過上何らかの問題を
抱える例が過半数を占めていた。【考察】新たな再発リスク因子の発見は
できなかったが、DOTS事業開始以降の再発例が減少していることは、
個々の症例の中断リスクを評価して治療を完逐することが再発低下に有
効であることを示唆する。
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P3-51-5 結核病棟におけるN95マスクの実質的な有
効性の検証

○
い と う と も み

伊藤 智美、末武 稚加、山本 樹壽
NHO 東近江総合医療センター 看護部南7病棟

【目的】N95 マスクの使用期限は連続使用した場合で 13 時間とされてい
るが、結核患者を担当する看護師は勤務時間のほとんどを陰圧病棟で過
ごす。特に夏季、N95 マスクを着用し業務にあたっていると発汗からマス
クと皮膚の間にズレと隙間を感じフィット性に疑問を感じた。そこで勤
務状況や、環境に応じてN95 マスクの有効性の変化を知りたいと思い今
回の研究を実施した。【研究方法】1）労研式マスクフィッティングテス
ターを用いてフィット値を計測。2）実験中（9時から 12 時の 3時間）の
業務内容、業務量とマスクの周囲の汗の状態をチェック。3）業務時間、
業務内容、経験年数ごとに陰圧病棟への入退出時の計測値と合わせてそ
れぞれのフィット性の変化を明確にする。【結果】マスク装着時間の
フィット率の変化として、同一看護師でも日によってフィット値に高低
差がみられた。また、業務別では最も発汗の多い入浴介助を含むフィット
値の平均値が 2.19％、マスクとのズレが生じやすい結核指導等の会話を
含むフィット値の平均値が 1.56％だった。看護師経験年数では、経験年数
が浅い看護師でフィット率が低下していた。【考察】今回の研究結果では
安全とされる数値から逸脱しなかったが、作業時間や業務内容、経験年数
においてフィット率の変化が判明した。顔の大きさや形にフィットした
製品の選定や自分の顔にフィットする製品を知っておくことも重要であ
る。【まとめ】正確にマスクを装着できていると感じていても、今回、漏
れ率を定量的に測定したことで装着の良否を視覚的にわかる事が出来
た。装着時間や業務内容との関連から、今後の看護師の健康管理に役立て
る必要がある。

P3-51-6 結核病棟に勤務している看護師の結核につい
ての知識調査

○
あさおか けい

浅岡 慧、岡田 友恵、水野 萌、佐々木 卓、池田 友子
NHO 東名古屋病院 西6病棟

【背景】多くの患者が退院後も服薬を自己管理をしている結核病棟では、
耐性化しない確実な治療の為に内服を自己中断しない事や、副作用症状
出現時の対応についての患者教育を行う事が重要である。当病棟では、新
人や病棟異動後のスタッフに対し、結核について自己学習に委ねている。
その為、患者教育への一貫性が乏しく、患者に対し確実な治療継続の為の
患者教育が出来ているとは言えない現状がある。看護者は患者教育が重
要な看護の一つである事を認識し、個に合った患者教育を求められてい
る。【目的】結核病棟に勤務している看護師を対象に、結核に対しての知
識を調査し、結核教育の方法を検討する。【対象・方法】調査期間、平成
25 年 9 月 5 日～9月 20 日、12 月 9 日～12 月 16 日、対象、結核病棟に勤
務する看護師計 30 名。調査方法、無記名自記式によるアンケート調査。
勉強会後、再度アンケート調査。【結果】結核病棟に勤務する看護師の 67％
が結核病棟勤務年数 3年未満であった。勉強会前後のアンケートを比較
すると、多剤耐性、正答率 41％から 82％、法律等 62％から 92％で正解
率が増えている為、勉強会が有効であったと言える。しかし、勉強会後、
最短の治療期間の正答率は 79％から 69％と下がっており、結核の基本
的な感染経路や多剤耐性結核の項目で正解率が低い結果となった。【考
察】感染経路の正解率が低かった要因として結核病棟の経験が少ない事、
多剤耐性での正答率が低かったのは、多剤耐性結核患者が少なく、経験が
ない事が要因と思われる。アンケートの結果を踏まえ、病棟全体で勉強会
や教育プログラム作成の取り組みを行い、基本的知識を習得する場が必
要だといえる。

P3-51-7 結核医療の県拠点病院に勤務する看護師の実
態調査～結核専門分野研修の充実をめざし
て～

○
い お が わ あ き こ

五百川 明子、西山 由美子、濱口 靖子、中山 雅子
NHO 鳥取医療センター 看護部

目的：結核拠点病院Aの看護職員に結核に対する知識と専門分野研修
について調査を行い現状把握するとともに、今後の研修企画の参考にす
ることを目的に本研究を実施した。方法対象：A病院看護師・准看護師
216 名調査・分析方法：先行研究をもとに調査用紙を作成した。データは
単純集計し検討した。倫理的配慮：データは本研究以外では使用しない
ことを文書で説明し、調査用紙回収をもって同意を得た。結果：結核の知
識の必要性は 98％が「とても必要」「必要」「少しは必要」と回答したが、
研修参加者は 22％であった。不参加理由は、「研修があるのは知っていた
が業務が忙しく時間がなかった」が最も多く、次いで「自分の今の業務に
関係ないから」であった。知識問題では「問）結核患者は普通の病室でよ
い」「問）結核は集団感染を起こしにくい」の正解率が高く、「問）結核菌
検査指数で 1＋はガフキー 1号である」は正解率が低かった。病棟勤務経
験の有無で正答率の差が大きく、研修参加の有無でも正答率の差があっ
た。考察：結核の知識の必要性は感じていること、研修希望に多く返答が
有ったことから知識習得の学習ニードは高いことがわかった。しかし
76％が研修に参加していない現状より、研修参加に対し切迫した必要性
を感じていないことが考えられる。検査・薬剤の知識については病棟勤
務経験がなくては知識を得ることが難しいが、研修参加者は正解率が高
かったことより研修参加は知識習得に有効であると考えられる。結論：
1．結核知識の必要性は感じており学習ニードは高いが結核専門分野研修
参加者は少ない。2．結核病棟勤務経験がなくても研修参加により専門的
知識の習得ができる。

P3-52-1 結核病棟における外国人患者看護の問題点の
後方視的検討

○
にしむら な お み

西村 奈保美1、高木 祐希1、尾市 沙弥香1、上山 千春1、
森本 晴奈1、石川 敦子1、雲井 直美1、杉山 佳代子1、
岡野 智仁2、西井 洋一2、藤本 源2、井端 英憲2、大本 恭裕2、
中村 卓巨3

NHO 三重中央医療センター 西7階呼吸器感染症病棟1、
NHO 三重中央医療センター 呼吸器科2、
NHO 三重中央医療センター 薬剤科3

【目的】経済のグローバル化が進む中、外国人患者は確実に増加しており、
私たちの呼吸器感染症病棟にも毎年様々な国籍の患者が入院してくる。
今回、過去 7年間に肺結核治療目的で隔離入院した外国人患者の看護上
の問題点について、後方視的に検討したので若干の考察を加えて報告す
る。【対象と方法】対象は平成 19 年度～平成 25 年度までの 7年間に肺結
核症の診断で当病棟に入院した外国人登録のある患者 25 名。方法はカル
テ記録から、入院中の問題点を中心に情報収集を施行した。【結果】国籍
別の検討では、フィリピン 8名、中国 6名、インドネシア 4名、ネパール
2名、タイ 1名、ミャンマー 1名、バングラデシュ 1名、ベトナム 1名、
基礎疾患にHIV陽性 2名、AIDS 発症 2名を認めた。言語能力は、日本語
での会話可能 7名、片言会話 13 名、英会話のみ 3名、その他 2名は通訳
を介さないと意思疎通困難だった。入院生活の問題点は、不安言動有り 13
名、無断離棟 2名、退院時トラブル 3名が確認された。隔離入院への理解
は、15 例が容易に理解、8例が繰り返す説明で理解、2名は退院時まで理
解不良と評価された。治療介入の問題点は、服薬指導困難 18 名、退院後
内服中断 1例が確認された。最終転帰は、治療終了 20 例、途中帰国 2
例、治療中断 2例、転院 1例だった。【考察】今回検討した 25 例の内、20
例（80％）に入院中に何らかの問題点が確認された。主な原因は言葉が通
じないことによる意思疎通不良と文化・宗教の違いによる入院生活の画
一化への抵抗と考えられた。今後の対策として、医療関連通訳の活用、外
国人用のピクチャー・クリパスを用いた説明などの使用を検討してい
る。
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P3-52-2 結核患者になるということ～結核患者に聴き
取り調査した一考察～

○
さ と う ゆういち

佐藤 裕一、井上 郁子、小野 真子、谷山 一夫、福永 聖子
NHO 南京都病院 東病棟（結核病棟）

【研究目的】結核患者は平均 80 日の入院期間を経て退院後も 3～6か月の
治療期間を要する。長期の服薬が必要である結核患者は、治療への主体的
意識が重要である。退院後、患者自身どのような動機をもち服薬の継続に
取り組んでいるのか、入院中はどのようなストレスを感じながら療養生
活を送っていたのか、外来DOTS患者を対象として聞き取り調査を行っ
た。【研究方法】対象：結核病棟を退院した外来DOTS患者 12 名（平均
年齢 60.3 歳）方法：1、入院中の療養指導内容 2、入院中の患者の思い 3、
退院後の生活 4、服薬継続について聞き取り調査。【結果】1、結核の病気
について覚えている人は少なかった。多くは薬の種類や服薬継続の必要
性を覚えるよう指導されていた。2、患者の行動制限への苦痛は大きく相
当のストレスを感じていた。3、禁酒は全員できていたが禁煙は全員が失
敗していた。4、服薬継続は全員できていた。【考察】1、自分に影響を及
ぼした体験が薬の副作用など疾患の理解の差として表れている。2、患者
の心身の苦痛への理解を深め、寄り添う看護が必要である。3、禁煙が守
れない理由は、禁煙指導のエビデンスが十分説明できていないことが考
えられる。4、服薬継続の動機は、周囲への気兼ね・再入院への恐れが強
く、服薬の習慣化により全員継続できていた。【結論】1．薬の副作用は体
験すると覚える傾向にある。2．患者個々の心身の状況に配慮しながら教
育を考慮する必要がある。3．内服継続については周囲の者への償いの気
持ちや服薬中断による再発の恐れ・再入院の回避がある。4．結核患者に
なるということは本人や周囲の者にとっても大きな影響を与え、退院後
も個別性をとらえた看護が必要である。

P3-52-3 高齢者の内服薬自己管理に向けての関わり
～抗結核薬の確実な服薬のために～

○
かねさか ゆ う こ

金坂 優子
NHO 松江医療センター 看護部

【目的】退院後の抗結核薬の確実な服薬の継続【事例紹介】80 歳代男性、
肺結核、キーパーソン：妻【方法】1．入院前の内服薬管理方法について
情報収集を行う 2．内服薬自己管理に対しての患者の思いに沿った介入方
法を検討する 3．理解度を確認しながら段階を追って介入する【経過・結
果】入院前の内服薬管理方法は、ヒートシートをカットした 7種類の薬が
仕切りのないケースに混在していた。患者から「今までのやり方でできる
ようになりたい。錠剤を色でも覚えている。」「一日おきの薬は飲んだ日が
分からなくなる。」という言葉が聞かれ、内服薬の薬効は理解していた。
そこで、患者の思いを否定する事なく介入を試みた。1．朝昼夕毎の内服
薬の写真を撮り、与薬ケースに貼って明示 2．前日 15 時に翌日分を看護師
と一緒に与薬ケースに準備 3．内服後の空のヒートを与薬ケースに残して
もらい看護師が確認 4．内服確認用のカレンダーをオーバーテーブルに設
置 5．隔日に内服する薬は内服日をカレンダーに印す 6．抗結核薬は当院
のマニュアルに沿って介入結果として 2ヶ月半で確実に準備・内服がで
き退院された。【考察】内服薬を一包化すると用法・容量を間違うことな
く服用できる。しかし、薬品名や効果などが患者に分かりづらいなどのデ
メリットがある。患者には薬の準備・内服行動において薬効を理解し、判
別できるという自負があった。「今までのやり方でできるようになりた
い。」という思いや薬効を理解している点から、患者の思いを大事にして
介入する事で自己管理に繋がった。【結論】今までの習慣を大きく変える
ことなく、理解しやすい方法で関わる事で、高齢者も内服薬の自己管理が
できる。

P3-52-4 結核患者に対する患者指導方法の検討―集団
指導導入による患者の意識変化―

○
ふくしま りょういち

福島 良一、久々宮 佐和、岩坂 美穂、梶川 優、播磨 佑介、
佐藤 恭子

NHO 西別府病院 中4病棟

（はじめに）結核患者は、精神的負担だけでなく、内服による副作用など、
問題となる背景は様々である。問題解決のためには、結核の正しい知識を
習得することが必要であり、このことは、退院後の結核治療継続に重要な
役割を果たすと言える。A病棟では、個別指導のプログラムは設定されて
いるが、指導内容についての詳細は、受持ち看護師主体で計画実施されて
いた。今回、集団指導を取り入れることで、個別指導で不足している点が
明確となった。また、家族の参加等、指導方法の変容につなげることがで
きたため報告する。（研究方法）1．集団指導群、個別指導群を設定し、結
核患者指導プログラムを用いた指導を実施した。2．指導前、後に調査票
による調査を実施した。3．質問のカテゴリーを知識、精神、社会の 3
項目に分け、平均値の指導前後の変化を調査した。4．分析は標準偏差を
用いた。（結果）集団指導前と個別指導前の 2群間で有意差はなかった。集
団指導において、カテゴリーの【知識】では、すべての項目が指導後にプ
ラス効果を認めた。【精神】では、指導後「29：毎日結核の薬を服用する
ことは苦痛でないと思う」が大きなマイナス効果を示した。【社会】では、
「14：服薬に関して家族の協力が得られると思う」「24：他の入院患者と
良い関係を築けていると思う」で大きくプラス効果が得られた。（結論）1．
集団指導の導入は、患者に「受持ち看護師以外の相談相手がいる」事を意
識付ける機会となった。2．家族を集団指導へ参加させる事は、患者の
「服薬に関して家族の協力が得られる」という意識の向上に繋がった。 3．
患者が集団指導へ参加する事で、「他の入院患者と良い関係を築ける」意
識に繋がった。

P3-52-5 結核患者の退院後の療養生活の実態～保健師
の訪問を通して退院指導の効果を知る～

○
くにしげ よ う こ

國重 洋子、藤井 光恵、古田 貴子、長岡 美智子
NHO 山口宇部医療センター 結核ユニット

【はじめに】結核の治療は、治療完了まで薬を飲み続ける事が重要である。
今回、患者・家族が退院後も治療を継続できるように、繰り返し見ること
ができる「退院後の療養のしおり」と療養についての「DVD」を作成し、
退院指導を実施した。今回、その指導が活かされているか否かを知るため
に調査を実施したので報告する。【目的】「退院後の療養のしおり」
「DVD」を使用した退院指導が、自宅療養中の内服・日常生活に効果が
あったかを明かにする。【方法】退院が決定した対象者 6名に「退院後の
療養のしおり」「DVD」を使用し退院指導を行い、退院後、保健師が初回訪
問時に、内服状況と日常生活について質問紙による聞き取り調査を行っ
た。【倫理的配慮】当院の倫理審査委員会の審査を受け研究実施の承認を
得た。【結果】内服薬は、飲み忘れなくDOTS手帳の活用ができていた。
日常生活は、食事・睡眠・受診面は問題なく、適度な運動は 3名、禁酒・
禁煙は 1名、外出後の手洗いうがいは 4名ができていなかった。【考察】
「退院後の療養のしおり」「DVD」を使用し退院指導を行ったことで、退院
後も内服は問題なく継続できていた。日常生活に関しては、できていない
点もあった。その為、内服・日常生活について、入院当初から情報収集し、
具体的な支援を検討し、患者・家族等の同意を得た上で繰り返し指導す
る必要がある。また、退院後も療養生活が継続される為、毎月のDOTS
会議や保健師の面接時に、患者の内服や日常生活などの状況を保健師と
情報交換しながら協力し、患者家族が不安や問題なく自宅療養ができる
ように支援を継続する必要がある。



The 68th Annual Meeting of the Japanese Society of
National Medical Services

860 Yokohama, November 14-15, 2014

P3-52-6 結核患者に対する退院時のDOTSカンファレ
ンスの効果～保健師との連携に焦点を当て
て～

○
え ぐ ち さ と こ

江口 聡子、中山田 理子、米村 久美子、岩永 眞知子、
田中 浩二

NHO 大牟田病院 看護部

【目的】結核患者は確実に服薬管理を継続することが重要であり、退院後
の服薬管理の継続には地域の保健師との連携が必要である。今回、退院時
に保健師・患者家族と、DOTS（直接監視下短期化学療法）カンファレン
スを実施し、患者が服薬継続できるための支援を検討することで退院後
の服薬継続に繋がると考え、本研究に取り組んだ。【方法】対象：2013
年 6 月～2014 年 1 月の間に退院した（転院は除く）患者。方法：今回新た
に作成したDOTSシートを用いて、退院当日に患者・家族、保健師、看
護師が入院中の服薬管理状況と予想される問題点について検討した。退
院 1ヶ月間の服薬状況を保健師から文書で情報を得た。倫理的配慮：本
研究はA病院の倫理委員会の承認を受けた。【結果】対象患者は男性 8
名、女性 6名。年代別では 50 代 2 名、60 代 2 名、70 代 6 名、80 代 3 名、
90 代 1 名の計 14 名であった。退院後 1か月間の服薬状況は、毎日服薬で
きている患者が 12 名、1日飲み忘れがあった患者が 1名。服薬継続が難し
いと考えていた 3名については、2名が確実に服薬できており、1名につ
いては情報が得られなかった。【考察】退院時に看護師・保健師・家族と
情報交換の場としてDOTSカンファレンスを実施し、患者個別の支援方
法を検討することができた。保健師からは「入院中訪問では把握できない
情報が退院後の関わりに役立った」の意見があり、退院時DOTSカン
ファレンスは服薬継続のための患者支援に繋がったと考える。【結論】
DOTSカンファレンスでの保健師との連携は退院後の服薬継続に有効で
ある。今後はさらに保健師との連携を深め、結核治療完遂のためのしくみ
を整えていく必要がある。

P3-52-7 遠隔地域からの受け入れが多い当院における
地元保健師との連携について

○
あ さ だ みちゆき

淺田 道幸、千葉 唯、土田 真弓、河江 笑子
NHO 旭川医療センター 6病棟

【目的】当院は結核医療において、広大な道北地区で唯一の入院設備を有
する指定医療機関である。面積にして四国 4県とほぼ同等の広さがあり、
約 9時間かけて当院に来られる患者がいる。地理的条件ゆえに、地元保健
師との連携については、入院初回のDOTSカンファレンスと年一回のコ
ホート会議の時にしか顔を会わせる事がなく、患者支援について直接話
し合う機会は限られている。患者評価において、当院と保健所との間で
は、共有すべき情報に格差が生じている。そのことが退院後、確実な服薬
継続と社会復帰に支障をきたすことが懸念される。地元保健師との連携
を強化することで、密な情報共有を行い、より良い患者支援体制の構築が
可能かを検討した。【対象】H26 年 1 月～4月までの約 3か月間に入院した
結核患者 19 名と担当した地域保健師 28 名【結果】「入院後結核患者情報」
「退院前結核患者情報」を独自に作成。各情報用紙と共に、情報内容や送
付時期と方法についての質問紙をメールで保健師に送付。質問紙の結果
を基に、各情報用紙の内容を見直して修正し、各症例に対して活用。患者
退院後に新たに質問紙を送付し、訪問結果や服薬継続アセスメント票の
ランクの変動を評価した。保健師の経験年数は 10 年以上が半数と多く、
全員が業務の掛け持ちをしていた。各情報用紙の必要性について 28 名中
20 名の保健師が、両者とも活用できると解答した。【結語】情報提供をメー
ルで行うことで、病院と保健所間での共有内容の格差是正が期待される。
これにより、早い時期から地元との連携が構築されDOTS支援に寄与す
ると考える。

P3-53-1 当院における食物経口負荷試験の取り組み

○
うえはら ひ ろ み

上原 宏美1、福島 雅美2、森山 光2、竹中 恵子3、小田 忍3、
竹内 浩子4、土本 啓嗣1、関本 員裕1、菅井 和子1、池田 政憲1

NHO 福山医療センター 小児科1、NHO 福山医療センター 統括診療部2、
NHO 福山医療センター 看護部3、NHO 福山医療センター 栄養管理室4

【背景】食物経口負荷試験（以下負荷試験）は、食物アレルギーの診断に
おいて重要な検査であり、原因アレルゲンの同定、耐性獲得の確認を目的
として実施する。当院小児科アレルギー専門外来においても、近年その
ニーズは高く負荷試験実施を希望し待機されている。しかし、当院小児科
病棟は小児外科、急性期疾患、他の長期にわたる慢性疾患児を受け入れて
いることから試験を実施する病床数が不足していた。【目的】負荷試験実
施数増加のために、何か必要であるかを各関連スタッフ間で連携を取り
明確にし、対策を立てる。【方法】2013 年 4 月、負荷試験に関わる医師、
ドクターアシスタント、病棟看護師、管理栄養士、成育医療研究室員が負
荷試験実施における問題点を呈示、それを踏まえてパスの改善、付加食材
の提供方法、プレパレーション導入方法の改善を図った。【結果】平成 24
年度は負荷試験実施数延べ 74 件であったが、平成 25 年度には 155 件と 2
倍に増加した。食物経口負荷試験の実施方法、体制に関わる他職種で連携
を取りながら進めることで、より安全かつ円滑に負荷試験を進めること
が可能となった。負荷試験を待ち望んでいる保護者と患児が納得しなが
ら、安全に負荷試験に臨めるよう、医師・看護師のみでなく関連スタッフ
間の連携を十分にとりながら進めていくことが重要である。

P3-53-2 食物経口負荷試験を受ける子どもの回数別に
みた家族の不安について～患者、家族の指導・
支援の充実に向けて～

○
なかがわ さ ら

中川 沙羅、上山 千華、船戸 サツキ、横倉 麻美、武藤 由紀、
指方 明美

NHO 下志津病院 小児科病棟

【はじめに】当院小児科病棟はアレルギーを専門にしており、食物経口負
荷試験（以下負荷試験）を行っている。負荷試験の旧版問診票では、家族
の疑問や不安（以下不安）について抽出できていなかった。その為、家族
にアンケート調査を行い、負荷試験に関する不安 9項目と、それ以外の不
安 5項目を抽出できた。その不安 14 項目を選択式とし、それ以外の不安
も記載できる新版問診票を作成し、現在使用している。今回、負荷試験の
回数により不安が異なるか検討したので報告する。【目的】負荷試験を受
ける子どもと家族がもつ不安を回数別に明らかにし今後の教育・支援に
繋げる。【対象】H25 年 1 月～2月に負荷試験を受けた家族 45 名【方法】
新版問診票を用いて、回数別に 14 項目の不安を集計した。【結果】負荷試
験を受けた児は 0歳～12 歳、負荷試験経験回数は初回が 14 名、2回以上
は 31 名であった。14 項目の不安の中で、初回の家族の不安は本人が食べ
るのを嫌がらないか、自宅で症状が出た時の対処方法が各 43％と高かっ
た。また、初回と 2回目以降を比較すると、初回の方が 1．症状が出るま
での時間について 2．自宅で症状が出た時の対処方法についての不安が有
意に高かった。（p＜0.001）【考察】症例数が少ないので検討の必要性はある
が、初回の家族は負荷試験時に症状が出るまでの時間を不安に思ってい
るため、症状の説明を含めた入院時オリエンテーションの充実を図る必
要がある。自宅で症状が出た時の対処方法についても、入院中に指導を行
う事で家族の不安が軽減できると考える。【結論】初回の不安の特徴を活
かし今後の指導に取り入れていく。
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P3-53-3 食物アレルギーに対する経口免疫療法（OIT）の
入院治療終了後（外来通院中）の家族の思いに
関する一考察

○
い ま い ゆ り あ

今井 友理亜、塩川 美紀、有馬 奈々香、長谷川 絵里、
野口 美穂子

NHO 相模原病院 4階北病棟

【目的】入院治療終了後、家族がどのような思いで自宅でのOITを実施し
ているか明らかにし、今後の支援について考察する。【研究方法】1）デー
タ収集期間：平成 24 年 12 月～平成 26 年 12 月 2）対象者：食物アレル
ギーに対するOIT入院治療後、外来通院中の家族 3）データ収集方法：イ
ンタビューガイドに沿い、半構成的面接法を用いて外来通院時に実施し
た。面接は個室を用いて家族に行い、対象者の了承を得て面接内容を記録
した。4）データ分析方法：面接内容の記録から対象者の思いに関する部
分を抽出、類似するものをカテゴリー化した。【結果】1）対象者の概要：
2組の家族（母親）、対象食物は乳 1名、ピーナッツ 1名 2）データのカテ
ゴリー化：「児のやる気の引き出し方」「工夫している事」「誤食への不安
減少」「学校職員と対応を相談」等のカテゴリーが抽出された。【考察】OIT
を行っている母は、児が苦しみながら抗原を摂取している姿を見て、少し
でも抗原食品を食べやすいように、料理の種類の増加や味へのこだわり
を重視していた。母は学校での支障や、症状出現時の不安を抱えていた。
2例とも母親が中心となり父親の協力はあまり得る事が出来ていない。そ
のため学校の協力や症状出現時にすぐに対応してもらえる近医がある事
は、母にとって不安軽減の大きな要素となり、OIT継続の支えになってい
る。食べられるものが増えた事や症状出現回数が減った事の成果を感じ
る事で達成感が得られ、OIT継続に繋がっている。以上より、OIT継続の
ためには「児の個別性に合った抗原摂取方法を提供」「OITを行う事で得
られる成果の明確化」「学校・近医へOIT協力の依頼」への支援が重要で
あることが明らかとなった。

P3-53-4 当院の食物アレルギー患児の母親が持つ不安
内容の抽出

○
と み だ さ ゆ り

冨田 小百合
NHO 長良医療センター 看護部

【序論】当病棟では食物負荷試験・減感作療法を実施している。患者・家
族と関わりをもつ中で家族の具体的不安を把握しておらず、どのような
指導を行えばいいのか把握できていない現状がある。このことから、母親
の不安から求める指導内容について考えるために、不安内容の抽出を
行った。今回は食事の不安についてのみに焦点をあて調査を実施した。
【方法】当院に通院し現在除去食を行っているアレルギーを持つ患児の母
に対し、質問紙法を実施し不安内容を抽出する。【結果・考察】58 名に質
問紙を配布し 57 名より回収。結果、誤食についての背景では誤食を経験
したことのある児が約 54％で、そのうちの 75％が母親の目の届かない
場所で発生していた。また母親の不安内容を聞いた結果では、保護者の目
の届かない場所で食事をする事が 21 名であった。いつまで除去食を続け
るのかという不安をあげた母親は 11 名、今後児が成長した時に本人が理
解してくれるのかという不安が 1名と、児の将来の食生活についての不
安が聞かれた。栄養面への不安は 7名より聞かれており、除去を行ってい
る食品の栄養を代わりにどのような食品で補えばいいのか、調理方法に
ついての不安がきかれた。以上の結果から、院内での栄養指導や食物アレ
ルギーを持つ患児・母親同士の交流の場を設ける関わりを実施していく
こと。学校や保育所、幼稚園といった教育の場の知識向上に向けた関わり
を行うことが必要となってくるのではないかと考えられる。

P3-53-5 当科におけるエピペン処方例の背景と保護者
の不安度についての検討

○
せきもと かずひろ

関本 員祐、上原 宏美、土本 啓嗣、菅井 和子、池田 政憲
NHO 福山医療センター 小児科

【背景・目的】2005 年より、アドレナリン自己注射（以下エピペン）が小
児食物アレルギー患者にも処方可能となり、アナフィラキシーショック
の危険性のある食物アレルギー患者のプレホスピタルケアが可能となっ
た。当科にいても、エピペンの処方は年々増加している。当科での処方背
景及び、エピペン保持における保護者の不安に関し、現状把握を行うこと
を目的とした。【方法】2010 年 9 月から 2014 年 4 月までに当院小児科にて
エピペン処方をうけた 92 名に対し、郵送にて質問票を送付。回答を得た
62 名の結果を検討した。【結果】回収率は 68.8％。専門学生 1名、高校生
1名、中学生 5名、小学生 29 名、保育園・幼稚園 24 名、未就園児 2名の
計 62 名。既往症状は皮膚・消化器・呼吸器 12 名、皮膚・消化器・呼吸
器・全身症状 11 名、皮膚・呼吸器 11 名、皮膚症状のみ 5名、皮膚・呼吸
器 4名。症状が軽度の児でも、母の強い不安と希望により処方されたケー
スがあった。98％の回答者は、必要に応じてエピペンを使うことが出来そ
うであるという回答であり、92％の保護者がエピペンを携帯する事で、
「とても安心 15 人」「少し安心 41 人」と回答していた。【考察】食物アレル
ギー患者の増加や、アナフィラキシーのリスクの認知度上昇に伴い、エピ
ペン処方が増加したと考えられる。エピペン携帯で保護者の不安は軽減
している実態は明らかになったが、今後は社会生活において、適切なエピ
ペン使用が実施されるように啓発活動を積極的に行うことが課題と考え
られた。

P3-53-6 重症乳児アトピー性皮膚炎に対するスキンケ
ア指導の看護介入

○
とくなが み な み

徳永 実波1、緒方 美佳2、水上 智之2、堂園 千代子1

NHO 熊本医療センター 看護部1、NHO 熊本医療センター 小児科2

【はじめに】アトピー性皮膚炎は乳児期から認められ、長期的な日常生活
での管理が必要となる。症状の悪化を予防し健康な状態を維持する上で、
スキンケアは非常に重要である。保護者にスキンケアの方法を習得して
もらうためには、入浴方法や外用薬の塗布方法を具体的に指導する必要
がある。当院アレルギー外来で、診療時間内に十分に指導するのは難し
かったが、今回、看護介入したスキンケア指導の 3症例を報告する。【方
法】期間：平成 26 年 4 月 1 日～5月 31 日。対象：生後 3ヶ月～6ヶ月の
重症乳児アトピー性皮膚炎 3例とその保護者。方法：日本アレルギー協
会で推奨されている入浴法に沿ってまとめたリーフレットを使用し、患
児にスキンケアを実践しながら指導した。皮膚炎重症度は日本皮膚科学
会重症度分類（20 点満点）を用い、指導前と 1週間後で比較した。スキン
ケア理解度は、湯温、泡立て、洗い方、衣類、ステロイド、保湿の 6項目
について各 3点、計 18 点満点とし指導前後で比較した。【結果】3症例の
平均でみると、理解度は指導前 8.7 点に比べ、指導後 16.0 点に向上した。
その中でも、ステロイド忌避のある症例は、適切なステロイド量について
理解度が大きく上昇した。皮膚炎重症度は指導前 14.7 点に比べて 1週間
後 6.3 点と著しく改善した。全症例で皮膚炎は改善し、特に頭頸、上肢で
の改善が目立った。前後体幹の皮膚炎が消失した事例もあった。【まとめ】
適切なスキンケアの方法を実践的に指導することで、保護者が正しい知
識を得て、症状改善に至ったと考えられる。アトピー性皮膚炎は増悪・寛
解を繰り返す疾患であり、保護者と信頼関係を構築した上で、今後も継続
した看護介入が必要と考えられる。
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P3-53-7 夏休み教育入院における多職種間連携

○
かなざわ あ き こ

金澤 明子、須田 美智男、真保 純子、小野 美千代
NHO 神奈川病院 療育指導室

【はじめに】当院は、外科病棟と混合して小児・成育病棟がある。平成 16
年よりアトピー患児のスキンケアを目的として夏休み教育入院が開始さ
れ、治療と入院生活の質の向上を目指し、医師・看護師・リハビリテー
ション科・保育士・栄養管理室が連携し互いに協力し合っている。現在
は、肥満・喘息・2型糖尿病などの疾患も含む小児も他の医療機関からの
紹介で参加するようになった。疾患の違いもあり、ストレスからか子ども
同士のトラブルなどが増加してきた。その問題を解決しながら入院生活
の質を高める為に実践した、保育士の取り組みと多職種間の連携をここ
に報告する。【目的】・楽しく入院生活を送り治療に専念する・入院によ
るストレスの軽減と気分転換を図る【方法】生活日課表の作成 2）ルール
作り 3）他職種と連携した日中活動 4）振り返りの会（患児と毎週金曜日
に実施）5）患児、家族からの聞き取り【結果・考察】聞きとりから、ス
トレスもなく楽しく過ごすことができた。活動が楽しかった。みんなと一
緒に治療を頑張れた。来年も参加したいなどの声が聞かれた。これらは、
日中活動の内容が各部門の専門的な対応と協力により多様になった効果
だと言える。また、患児と一緒にルールを決め、振り返りの会を取り入れ
たことで子ども同士のトラブル、不満や心配事に素早く対応し解決でき
たことは、ストレスの軽減に繋がったと考える。【おわりに】今後も、治
療の励みや気分転換できるような日中活動を他職種と連携して取り組
み、ひとり一人の個性を大切に子ども達の気持ちにより添った対応と工
夫をしていきたい。

P3-54-1 小児病棟における輸液管理に対する看護師の
意識

○
か と う ま り

加藤 真理、吉田 園、五百森 純子、木村 恵子
NHO 四国こどもとおとなの医療センター あおいろの丘病棟

【研究目的】A病棟では平成 25 年 9 月より小児の輸液固定方法を変更し
ており、新固定方法に対して観察は行いやすいが、体動が多い場合固定方
法の工夫や家族に対する働きかけの必要性を感じていた。そこで、本研究
では輸液管理についての看護師の意識を調査し、輸液トラブル改善のた
めの関わりを考察する。【研究方法】A病棟看護師 15 名に独自で作成した
インタビューガイドをもとに経年別にグループインタビューを行い、逐
語録を作成し内容分析を行った。倫理的配慮については参加者の同意を
得ると共に倫理審査委員会の承認を得た。【結果・考察】116 のコードが抽
出され、その結果、22 のサブカテゴリー、7つのカテゴリー《患児に合っ
た固定方法の選択》《輸液チェック方法》《ヒヤリ・ハット体験》《新固定法
の利点》《新固定法の欠点》《固定法導入による意識の変化》《旧固定法の欠
点》が分類できた。《患児にあった固定法の選択》では患児に合わせた物
品やテープの選択を行い、日常生活の妨げを最小限にすることで輸液漏
れの原因とならないよう意識して関わっていた。入院患児が 0歳から 3
歳の乳幼児期が多いことから、発達や活動に留意した固定法の必要性を
感じ実施していると考えられる。《輸液チェック方法》では 1年目看護師
は看護手順に沿った観察が行えていた。2年目以上の看護師では患者の年
齢に合わせた観察時間の必要性についても考え行動できていた。【結論】
1．輸液トラブル改善のための関わりとして 7つのカテゴリーの分類がで
きた。2．A病棟の看護師は患児の年齢・発達段階や行動に合わせた方法
を選択し、日常生活の妨げを最小限にすることを意識して関わっている。

P3-54-2 見える！強い！小児の点滴固定～小児の持続
点滴における固定法の工夫に取り組んで～

○
かんばら し お り

神原 汐里、灰谷 紀美、上岡 菜摘、小畠 紗織、小林 智子、
竹中 恵子、小田 忍、関本 員裕、池田 政憲

NHO 福山医療センター 看護部

【目的】当院ではシーネ固定なしで、固定力が強いエラテックス Sを使用
した点滴固定法を研究し、点滴漏れ等のトラブルが少ない固定法（以下現
固定法）を用いている。しかし今回、現固定法についての看護師への意識
調査により、刺入部が見えないことの不具合やテープが未滅菌であるこ
とが問題視されたため、固定力を保持しつつ、刺入部を滅菌された透明ド
レープで貼付する固定法（新固定法）に取り組むことにした。【方法】1．
看護師 21 人にアンケートを実施し現固定法についての不具合を把握。2．
新固定法を考案し評価、改善を行う。【結果・考察】アンケート結果より
「刺入部の観察ができない」が 55％、「漏れに気づきにくい」が 18％、「感
染兆候に気づきにくい」が 15％と、刺入部が見えないこと等の不具合が
あった。また刺入部の固定は「滅菌が良い」という意見が 85％であり、
刺入部が観察できない事や未滅菌が問題であることが明らかとなった。
今回のアンケート調査を基にした改良は、看護師の意見を反映したもの
であり、この改良を前向きに検討できたと考える。今回の試みで、刺入部
を滅菌ドレープに変更したが、刺入部の針先が浮いたり、針先が皮膚に喰
い込み、ルートが閉塞する等の点滴トラブルがあった。その為、様々な工
夫を加え、6回目の改良で新固定法に至った。【結論】新固定法は、固定力
は現固定法と同様に維持したまま、刺入部を滅菌透明ドレープで貼付す
ることにより、針の刺入部が直視下で見え、感染防止と異常の早期発見が
できることをメリットとした固定法である。今後も新固定方法を評価し
ながら改良を重ね、小児の特殊性を踏まえた固定法の検討に努めていき
たい。

P3-54-3 小児科における侵襲的処置時の家族の付添い
についての検討

○
し み ず ま ゆ こ

清水 麻由子、国原 知美、倉重 愛子、下村 和佳恵、野尻 正美
NHO 小倉医療センター

【目的】採血及び血管確保の処置時の家族の思いや医療スタッフの意識や
行動を明らかにし、今後の処置時の付添いについて考え、医療者が小児や
家族に対してどのように支援していくことが出来るのかについて検討す
る。【方法】A病院に入院した処置の経験のある小児の家族と小児科に属
する医療者へ独自で作成したアンケート調査を行いカテゴリー化した。
【結果考察】付添い希望について、経験や年齢による比較や付添い希望に
ついて思いを知る事で家族への説明方法の見直しや不安な気持ちを知っ
た上での関わりが必要であることが分かった。また、付添いについて半数
以上の家族が希望しながらも様々な葛藤がみられ、小児に負担が少なく
スムーズに処置を行うという点で家族・医療者の思いは一致しており、
現在の方法も選択枝の一つであることもわかった。医療者は処置に家族
が付添わないほうがよいと半数以上が答えた一方で、希望する場合付添
いは可能であると答えたスタッフも半数以上で医療者が小児・家族の状
況を適切にアセスメントし、付添い時のルールについて検討する必要が
ある【まとめ】1．小児が処置を受けている際に、医療者の説明が不足し
ていた為家族は処置室の中で何をされているのかどのような状態なのか
わからないことに対する不安が明らかになった。2．処置時の家族の付添
いに関しての医療者の考えは、小児の年齢、小児や家族の性格、処置の内
容や様々な条件を考えケースバイケースで付添いを実施していくことが
望ましいということがわかった。
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P3-54-4 当院における乳児・小児頭部CT所見と受傷
機転・転帰 pilot study～1．頭部外傷～

○
くりはら けいいち

栗原 恵一、皆川 梓、持木 和哉、谷島 義信、赤平 百絵
国立国際医療研究センター病院 放射線診療部

［目的］身体的虐待のなかで，生命に最も危険を及ぼすのが頭部外傷，Abu-
sive Head Trauma（以下AHT）である。当院における小児頭部外傷の実
態把握をするため，放射線情報システムを用い病態の基本情報を作成す
る。［方法］対象は 2010 年 8 月から 2014 年 1 月までの期間に頭部外傷を
主訴とし，CTを撮影した乳児・小児（0～15 歳未満）300 名。うちオーダー
内容に内因疾患（痙攣・頭痛・感染症・てんかん）と全身状態不良などの
原因不明精査を含む患児を除いた頭部外傷を呈した 30 名。放射線情報シ
ステムからデータを抽出し，年齢・性別・原因・CT所見・転帰について
調査を行う。［結果］患児の性別は男児 17 名，女児 13 名。年齢は 0�1
歳 11 名，2�5 歳 6 名，6�10 歳 2 名，11�15 歳は 11 名。外傷原因は痙攣・
癲癇発作後の転倒 7名，転落 10 名，転倒 3名，打撲 3名，接触事故 3
名，単独事故 1名，殴打 3名。受傷場所は屋内 24 名，屋外 4名，不明 2
名，目撃者あり 24 名，なし 6名。CT画像所見は皮下血腫 7名，帽状腱膜
下血腫 1名，眼窩底骨折 1名，眼瞼浮腫 1名，くも膜下出血 1名であった。
くも膜下出血の 3歳児は，AHTではなく転落であったが，受診を契機に
ネグレクトを疑い児童相談所（以下児相）へ通告した。児相介入済み患児
が 4名，8名は外来フォローしている。［考察］2歳以下では屋内で転落に
よる事故が多く，特に 0歳では 6名中 4名がベット等より転落であった。
乳児は学童児と比較して目撃者がいないことが多い。とりわけ転落は親
の危険認識の低さを反映し，ネグレクトの可能性も考慮すべきである。
［倫理的配慮］本報告は後方視的調査であり，個人が特定できる情報を含
まれないよう配慮した。

P3-54-5 当院における乳児・小児頭部CT所見と受傷
機転・転帰 pilot study～2．外傷を除く原因
不明精査～

○
みながわ あずさ

皆川 梓1、栗原 恵一1、持木 和哉1、石橋 大典1、伊藤 唯1、
石川 泰丈1、若松 和行1、谷島 義信1、赤平 百絵2

国立国際医療研究センター病院 放射線診療部門1、
国立国際医療研究センター病院 小児科2

［目的］当院における小児頭部外傷の実態把握をするため，放射線情報シ
ステムを用い，先に，当院における乳児・小児の頭部外傷のCT所見等を
調査した。除外例に含まれる内因疾患以外の患児についてCT画像所見
を調査し，現状について検討した。［方法］対象は 2010 年 8 月から 2014
年 1 月までの期間に外傷・内因疾患（痙攣・頭痛・感染症・てんかん）を
除く原因不明精査にて，CTを撮影した乳児・小児（0～15 歳未満）。放射
線情報システムからデータを抽出し，年齢・性別・CT撮影理由・CT
所見について調査を行う。［結果］調査期間中，頭部CTを撮影した対象
患児は 300 名。うちオーダー内容に外傷・内因疾患（痙攣・頭痛・感染
症・てんかん）を含む患児を除いた原因不明精査による撮影患児は 14
名（男児 7名，女児 7名）。0�1 歳 5 名，2�5 歳 2 名，6�10 歳 4 名，11�15
歳 3 名。CT撮影理由は意識障害 7，全身状態不良・悪化 4，傾眠傾向 1，
突然の意識混濁 1，脱力 1。画像所見は急性期脳梗塞 1，上衣下結節性硬化
症 1，ミトコンドリア脳症 1，明らかな所見なし 11。うち全身状態不良，
急性期脳梗塞の患児は他院にて SBS（Shaken Baby Syndrome）の診断で
あった。［考察］疑い疾患が確定せず原因不明精査として撮影される頭部
CT画像に所見がある場合，聴取と画像所見に乖離がある。このような患
児には聴取に漏れ，虚偽がある可能性を考えるべきである。特に原因の特
定できない全身状態不良の患児は注意が必要である。［倫理的配慮］本報
告は後方視的調査であり，個人が特定できる情報を含まれないよう配慮
した。

P3-54-6 転落防止への取り組みと効果～発達段階毎ポ
スターによる説明内容・方法を統一して～

○
やまぐち あ や か

山口 絢香、斉藤 美幸、金澤 三佐子、山田 敬子、齋藤 由佳、
高橋 洋行、大久保 奈美、大橋 純子

NHO 栃木医療センター 小児病棟

【目的】現在病棟で行われている転倒・転落防止のオリエンテーション
は、既存のポスターが活用されておらず、説明内容・方法が統一されてい
ないことが明らかになった。また、昨年度の研究により「家族の精神面を
考慮した説明の内容・方法を検討していく必要がある。」という結論を得
た。そこで新たに発達段階毎にポスターを作成し、説明内容・方法を統一
することで転倒・転落が軽減するのではないかと考えた。【方法】1．転落
件数および状況調査 2．看護師への現状調査 3．ポスター作成・導入およ
び説明内容・方法を統一 4．ポスター導入後の看護師へのアンケート調査
5．転倒件数の比較【結果・考察】1．内容：ポスターは発達段階毎に 4
種類作成することで患児の発達段階に合った内容で説明が可能になり、
写真を取り入れたことで家族も危険性をイメージしやすくなったと考え
られる。全患者家族に対する注意喚起については、別ポスターを作成し病
室・トイレ・面会室に掲示した。家族の目にとまる機会も増えたことで、
家族が患児から離れる際には看護師に声をかけてくれるようになり、看
護師もベッド柵が上段まで上がっているか家族に確認するようになるな
ど、家族・看護師双方の転落防止に対する意識向上につながったと考え
られる。2．方法：説明内容をポスターの裏側に記載することで看護師の
経験年数を問わず統一した説明をすることができた。3．場所：患児が入
院処置を受けている間に病室で家族に説明を行うことにより処置中の患
児を気にすることなく看護師の説明に集中できた。転落件数はポスター
導入前の 9ヶ月間で発生率は 1.01％であったが、導入後の 2ヶ月間では
0.46％と転落件数は減少した。

P3-54-7 急性期呼吸器疾患患児への効果的な酸素吸入
方法―スタイを使用した酸素吸入方法の検
討―

○
つ ま ひ ろ し ず か

津間廣 静香、藤本 佳子、尾濱 菜緒、伊本 志緒莉、
神田 布美香、向井 理恵、森下 早苗、濱咲 真理子

NHO 呉医療センター 小児科病棟

【目的】
従来型とスタイ型の酸素吸入方法を比較し、より効果的な酸素吸入方法
を検討する。
【方法】
急性呼吸器疾患で酸素吸入が必要である生後 28 日～3歳までの患児 12
名を対象とし、1日目（酸素吸入開始後）と 2日目の夜間（22 時～翌朝 6
時まで）を調査期間とした。
1）A群：1日目に従来型、2日目にスタイ型の酸素吸入を行う：6名
2）B群：1日目にスタイ型、2日目に従来型の酸素吸入を行う：6名
従来型は、子供用の酸素マスクを巻いたタオルに固定し、口元に置き、酸
素吸入を行う。
スタイ型は、スタイに成人用のマスクを装着し、改良を加えた酸素吸入を
行う。
SpO2値、心拍数、アラーム回数とその原因、固定のズレの確認の有無を
観察する。
【結果】
1．酸素送気口の安定性において、従来型は、53 回のアラームが鳴ったう
ち、32 回（61％）でズレがみられた。スタイ型は、57 回中 21 回（37％）
でズレがみられた。
2．A群、B群共に従来型とスタイ型の SpO2値、心拍数には有意差はな
かった。
3．アラーム対応による訪室回数は従来型とスタイ型のどちらも送気口の
ズレによる SpO2値の低下が 1番多く、全体の 7割を占めていた。
【考察】
A群、B群ともに従来型、スタイ型は SpO2値には有意差はなかったこと
から、スタイ型においても従来型と同様の効果が得られると考える。ま
た、従来型は患児の体動に合わせ酸素マスクの位置を変える必要があっ
たが、スタイ型ではスタイに酸素マスクが固定されているため患児自体
の動きに合わせ酸素吸入を行うことができ、送気口は安定し、効果的に酸
素吸入ができたと考える。
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P3-54-8 初回入院した小児の家族への退院指導の効
果～退院時のしおりを用いて～

○
はまのうえ か お り

濱之上 香織、川崎 智美、林 いずみ、田中 純子、福元 京子、
神野 美子

NHO 南九州病院 看護部

【研究目的】初回入院した小児の家族に、退院時のしおりを用いた退院指
導の効果を明らかにする。【研究方法】対象：平成 25 年 11 月～12 月に初
回入院した小児の家族。方法：入院時のしおりを用いて治療の経過や日
常生活指導を行う。退院時のしおりを用いて退院指導を行う。同意を得た
家族にアンケートを配布し退院 1週間後に返信を依頼。アンケートは【内
服、再診、体調不良・発熱時、通学・通園、運動、入浴、洗濯（消化器疾
患のみ）】の 7項目について 4段階尺度と自由記載を設け、分析方法は単
純集計とした。【結果・考察】研究の同意が得られた 10 名（呼吸器 9名、
消化器 1名）中 7名回収。児の年齢は生後 1か月～5歳。母親の年齢は
20～40 歳代。アンケート結果より退院指導後全員が安心して退院できた
と回答したが、退院後の生活で「週末に症状が悪化し心配した」「予防接種
時期を教えてほしかった」等の意見があった。再診、体調不良・発熱時、
入浴では、全員が「参考になった」と回答。内服では、1名が「あまり参
考にならなかった」と回答し「特に気をつける点の説明がなかった」との
意見があった。通園・通学では、2名が「参考にならなかった」と回答し
「症状が持続し、現在も通園できていない」との意見があった。洗濯では
1名が「あまり参考にならなかった」と回答。これらのことから、今後、
家族が求めている退院指導が行えるように、個別性を踏まえた退院指導
を検討していきたい。【結論】1．安心して退院できるために、退院時のし
おりを用いた退院指導は効果がある。2．患児の状況・母親の不安を聴取
し、個別性を踏まえた退院指導が行えるように、しおりを検討する必要が
ある。

P3-54-9 化学療法を受ける患児へのパンフレットを使
用した手洗い指導の有効性

○
ながやま ま ゆ

永山 麻祐、梅原 美加子、中濱 智子、奥山 結花
NHO 大阪医療センター 看護部 西6階病棟

【目的】化学療法を受ける患児にとって継続した正しい手洗いは、感染予
防において重要である。A病棟では化学療法を開始する患児に対して、統
一された手洗い指導がされていない。そこで化学療法を受ける患児に独
自のパンフレットを用いて手洗い指導を行い、手洗いの認識と行動の変
化を明らかにし、その有効性と今後の課題を考察した。【方法】1．研究対
象：2013 年 10 月に、化学療法を受けている 7～15 歳までの患児 5名。2．
データ収集方法：独自の質問紙を用いて、指導前後の手洗いの状況の回
答を得る。指導前、指導直後、指導 2週間後に、手洗い方法を観察する。
【結果】質問紙調査では手洗い指導後、指の間の一項目を除き、患児が手
を洗わなければならないと認識する部位が増加した。手洗いを行う場面
は、指導前後共にトイレの後は全員が行えているが、その他の場面は患児
毎にばらつきがあった。観察した手洗い行動は、指導前に爪の間や手首を
洗えていたのは 2名であった。指導直後は各項目いずれも対象全員が行
えていた。2週間後もおおよその項目の手洗いは行えていたが、爪の間を
洗えていたのは 4名に減少していた。元々洗えていない部位については、
1回のみの指導では習慣化は困難であり、その都度声かけをしていく必要
がある。【結論】1．パンフレット指導によって、患児は手洗い行動の一連
を認識して行うことができ、手洗い行動に対する認識も高まった。2．洗
い残しの多い部位や、手を洗う場面は、患児ごとに差異があり、個別性の
ある指導が必要である。3．手洗いの必要な場面で、その都度声かけを行
うことが手洗い行動の習慣化により効果的である。

P3-55-1 抗GBM抗体とMPO－ANCA陽性（double
positive）を呈した急速進行性糸球体腎炎の1
例

○
さ と う た い き

佐藤 太貴、中垣 祐、齋藤 快児、宮本 兼玄、山村 剛
NHO 北海道医療センター 腎臓内科

症例は 70 歳の女性。生来健康。2014 年 2 月 18 日に 38℃台の発熱と悪寒
を認め、近医を受診。この際すでに腎機能低下（Cr3.42mg�dl、BUN36.9
mg�dl）を認めたが、CKDと考え放置していた。抗生剤や総合感冒薬等に
て加療していたが改善に乏しく、3月 4日に同院を再診。血液検査にて
WBC10700�μL、CRP23.39mg�dl、BUN75.0mg�dl、Cr8.34mg�dl、尿検査
にて尿潜血（3＋）と、著明な炎症反応と高度の腎機能障害、及び顕微鏡
的血尿を認めたため、3月 6日に当院紹介となり、即日入院。入院翌日よ
り血液透析を開始。3月 10 日にMPO�ANCA陽性、抗 GBM抗体陽性で
あることが判明したため、同日から血漿交換を併用。mPSL1gx3days のス
テロイドパルス療法を 1クール行なった後、経口 PSL40mg�day を開始。
炎症反応および尿所見は速やかに改善傾向を示したが、腎機能は改善無
く、4月 3日に内シャントを作成。当初腎機能は改善しないと思われたが、
その後徐々に尿量が増加し、腎機能も改善傾向になったため、今後の腎予
後と追加の治療方針決定のため 4月 24 日にエコー下経皮的腎生検を施
行。腎生検の結果は、光顕上糸球体 14 個中 11 個が全節性硬化に陥ってお
り、残りの 3個に係蹄壊死像と半月体形成を認め、蛍光抗体法では IgG
が係蹄に線状の強い沈着を示しており、抗GBM抗体腎炎に加えMPO�
ANCA関連糸球体腎炎に矛盾しない所見であった。本症例はMPO�
ANCA、抗 GBM抗体が double positive であり、今後血液透析離脱の可能
性もあり、興味深い症例と思われた。

P3-55-2 血液透析患者の体重管理における実態と自己
管理に影響する要因に関する調査

○
おくむら ひろし

奥村 裕、岡田 佑美、西浦 良美、玉田 麻衣、柏比 真実、
森本 千鶴子

NHO 金沢医療センター 看護部

【研究目的】今回、Aセンターにおける透析患者の自己管理に影響する要
因を探るために、透析患者の実態と体重の自己管理に影響する知識や日
常生活行動と、自己管理能力の関連性について明らかにする。【研究方法】
調査対象：Aセンターに外来通院し血液透析を行っている患者 30 名。倫
理的配慮：倫理審査委員会へかけ、承認を得た。調査方法：アンケートを
用いた質問紙法とする。【結果】自己管理において「できている群」は 12
人で、「できていない群」は 8人であった。除水時のショック様経験や入
院経験の有無の比較は検定において有意差はなかった。「できている
群」は「できていない群」に比べ、体重測定の習慣や飲水・食事制限を守
ることができていた。また、「できていない群」は有職者の割合が高かっ
た。【考察】体重管理が「できている群」は飲水制限をしている割合が高
く、自分自身の生活の振り返りができていることが分かった。しかし、
「できていない群」は飲水・食事制限を守れない人が多く、生活の振り返
りができていなかった。また、有職者は食事時間や食事内容が制限され、
無職の人よりもストレスフルの状態にあると考えられる。今後病棟看護
師の実践すべき看護は、透析導入時に、それぞれのライフスタイルに合っ
た個別性のある指導を行う必要がある。【結論】1．除水時のショック様経
験や入院経験の有無、社会的サポートの有無は、体重の自己管理に関連性
はなかった。2．有職者に体重の自己管理ができにくい要因がある。3．体
重の自己管理ができている人は日々の食事や水分制限の振り返りができ
ていた。4．透析導入時の指導はそれぞれのライフスタイルによって個別
性のある指導を行う必要がある。
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P3-55-3 末期腎不全にて維持透析中に急性の貧血を発
症し、診断・治療に難渋した症例

○
まえはら りょう

前原 遼、坂梨 綾、富田 正郎、梶原 健吾、藤本 歌織、
三浦 玲、原田 奈穂子

NHO 熊本医療センター 研修医

症例は 80 歳代男性。6年前に血液透析導入後、近医にて維持透析中。貧血
はESA製剤と鉄剤投与にてHb 9�10g�dl と安定していた。1ヶ月前より
全身倦怠感、食欲不振が出現し、Hb 6.3g�dl と急激な貧血の進行を認め、
当院紹介入院となった。上部消化管内視鏡検査にて出血源は認めず。亜
鉛、Fe、VitB12、葉酸の欠乏なし。過去に輸血歴なし。輸血前検査にて不
規則抗体以外の原因の凝集を認め、溶血性貧血が疑われた。ハプトグロビ
ン＜19mg�dl、LDH 345IU�L、間接 Bil 0.7mg�dl、網状赤血球 11.3×104�
μl より溶血性貧血の診断に至った。直接クームス試験陽性で赤血球に
IgG の接着なく、補体の接着を認めた。間接クームス試験陰性。寒冷凝集
素陰性。温式AIHAや寒冷凝集素性溶血性貧血の診断は満たさず、何らか
の自己免疫疾患に合併する溶血性貧血やMDSの合併も考え、骨髄穿刺や
各種自己抗体の精査を進めた。最近、投与薬剤の変更はなかったが、薬剤
性の可能性も否定できなかったため、フロセミド、ドロキシドパ、エソメ
プラゾールを中止とした。なお経過中貧血は徐々に進行し、透析中の血圧
低値が持続したが、輸血による溶血のリスクを考慮し、輸血は控えた。そ
の後、貧血の進行が止まり、溶血反応の改善を認めた。【考察】維持透析
患者のESA製剤低反応性の貧血は時に認められるが、鉄欠乏や微量元素
不足が原因であることが多い。しかし、本症例に認めた溶血性貧血は稀で
はあるが、鑑別として考慮すべきである。今回、維持透析中に貧血を発症
し、診断・治療に難渋した症例を経験したので、若干の文献的考察を含め
て報告する。

P3-55-4 血液透析動静脈シャント管理におけるMRA
の有用性

○
さ だ は る き

佐田 春樹1、竹本 将彦1、池田 政宣1、住元 了1、上原 健二2、
桂 健太郎2、折口 篤志2

NHO 柳井医療センター 外科1、NHO 柳井医療センター 診療放射線技師2

【背景・目的】血液透析患者において内シャントの開存は必要不可欠であ
る。2011 年のバスキュラーアクセスにおけるガイドラインでは、高齢群と
糖尿病群で有意に動静脈シャントの開存率が低いとされているが、近年
では高齢、糖尿病を基礎疾患として有する患者も増加傾向にあるため、
シャント管理がより重要となってきた。当院では、透析患者のシャント管
理に、約 3ヵ月に 1回の PTA（経皮的血管拡張術）を定期的に施行し、
良好なシャント開存率を得ている。一方で近年、シャント不全の画像診断
として超音波検査やCT angiography、MR angiography の有用性が報告
されている。そこで当院では、非侵襲的である非造影MRAを行うこと
で、シャント不全を画像診断でとらえる試みを行っており、ここでシャン
ト管理における非造影MRAの有用性について検討した。【方法】当院の
慢性透析患者において、PTA施行前後に非造影MRAを施行し、シャン
トの狭窄や閉塞の評価を行った。【結果】非造影MRAは撮影方法の工夫
等によりシャント血管の描出にも優れ、PTA施行における画像的な一助
となった。【考察】透析患者におけるシャントの評価に非造影MRAは有
効であった。MRAを施行することで、定期的な PTAを回避出来る可能
性が示唆された。

P3-55-5 会陰動脈穿通枝脂肪筋膜弁を用いた尿道直腸
瘻の再建

○
ふじおか ま さ き

藤岡 正樹、林田 健志、諸岡 真、西條 広人
NHO 長崎医療センター 形成外科

緒言：尿道直腸瘻の治療には一時的に人工肛門を造設し，瘻孔閉鎖を待
つ保存的治療と，外科的手術による治療との選択がなされている．この瘻
孔閉鎖術のアプローチには泌尿器科領域では開腹術か経会陰手術がポ
ピュラーとされている．また瘻孔閉鎖後に薄筋を隔壁として挿入する方
法が，再発予防のために一般的である．今回我々は，薄筋の代わりに会陰
動静脈の穿通枝を栄養血管とした脂肪筋膜皮弁を作成し，再建尿道―直
腸観に挿入し隔壁を作成し良好な結果を得たので報告する．症例と方
法：症例は 64 歳男性．10 か月前に限局性前立腺癌の診断で前立腺全摘術
を施行されたが，術後尿道直腸瘻を認めた．人工肛門を造設し保存的に 9
カ月経過を見たものの肛門からの排尿が続き改善が認められなかったた
め手術的に瘻孔閉鎖術を行った．経会陰的に尿道直腸瘻を切離し瘻孔を
縫縮した後に，尿道と直腸の間隙に脂肪筋膜皮弁を挿入することで瘻孔
閉鎖及び尿道直腸間隔壁を作成した．術後肛門からの排尿はなく経過は
良好である．考察・結語：本来はDenonvillier 筋膜が前立腺，精巣と直腸
の隔壁となっていて泌尿器系の艦船や腫瘍が直腸に及ぶのを防ぐ役割を
しているが，前立腺全摘術の影響で破綻したことが尿道直腸瘻の原因に
なっている．この筋膜の再建には一般に筋弁の血行が良好で感染に強い
薄筋弁が第 1選択に使用されているが，本筋弁はドナーの犠牲が大きく，
また筋弁遠位部の血行は必ずしも安定していないうえ筋弁自体のボ
リュームが不十分であるという欠点がある．今回我々が用いた会陰動静
脈の穿通枝を栄養血管とした脂肪筋膜皮弁はこれらの欠点を補う有用な
方法である．

P3-56-1 前立腺癌ヨウ素（I�125）シード線源永久挿入
小線源療法を受けた患者家族の治療に関する
情報についての調査

○
お う み ま り

近江 麻理、岩倉 朋美、鬼頭 由希子、木村 美栄子、
鳥生 恵子、松永 佳南、幸阪 貴子、坂本 照美、モリソン 朋子

NHO 東京医療センター 看護部 外来（泌尿器科）

1． 目的 小線源療法を受ける患者家族の治療法選択を支援するために、
治療に関する情報源と家族が認識する小線源療法の利点や不安を明らか
にする。2．方法 対象者は小線源治療後 1年以内の患者の家族のうち成
人したキーパーソン 200 名。自記式質問紙調査票を作成し手渡しにて配
布、個別郵送で回収、統計ソフト SPSS（Ver.6.9.OJ）とMicrosoft Office
Excel 2010 を使用し各変数の記述統計量を算出した。3．倫理的配慮 研
究者の所属施設の倫理審査委員会の承認を得て研究を開始。4．結果 質
問紙の配布 200 名、回収 170 名（回収率 85.0％）有効回答 154 名（回答率
91％）であった。治療を知った方法は本人から 67％（102 人）、医師 24％
（37 人）。治療について、調べた 72％（112 人）。情報源は、当院の冊子 49％
（76 人）、インターネット 36％（56 人）。他の治療法を調べた 69％（107
人）。小線源療法の利点は、体の負担が少ない 81％（125 人）、入院期間が
短い 80％（123 人）。小線源治療の不安は、放射線障害が生じる 38.3％
（59 人）、小線源で治るのか 37％（57 人）、放射線が出ている 25％（38
人）であった。5．考察 おおよそ 4割の家族は放射線障害や放射線が出
ている不安を持っていた。従って治療の利点や副作用、放射線の影響など
について患者家族が理解できるような説明と、がんの診断をうけた時か
ら治療法決定に至るまで患者や家族に継続した支援を行うことが外来看
護師の重要な役割と言える。6．結論 1）家族の情報源は、本人、医師、
治療法の冊子、インターネットであった。2）家族が認識する小線源療法
の利点は患者への負担が少ないことであった。
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P3-56-2 INPRINT CYTOLOGY OF EXTRARENAL
RETROPERITNEAL ANGIOMYOLIPOMA :
A CASE REPORT

○
たにやま だ い き

谷山 大樹、齊藤 彰久、倉岡 和矢、山口 厚、種村 匡弘、
伊藤 琢生、谷山 清己

NHO 呉医療センター 病理診断科

Objectives : Renal Angiomyolipoma（AML）is recognized as a benign re-
nal tumor and comprise about 1％ of all renal masses. In contrast, extra-
renal AML represents extremely rare tumors. We present a case of a
65�year�old female with a extrarenal mass located on the retroperito-
neum. Case : A 65�year�old female presented with a 2cm mass next to
the pancreas head accidentally by the follow up CT scan one year after
the chemotherapy for malignant lymphoma. The tumor was considered
to be solid�pseudopapillary neoplasm（SPN）or endocrine tumor of the
pancreas. Subsequently, surgical resection of the tumor was performed.
Results : Gross microscopic findings of the tumor, which was located in
retroperitoneum and separated from pancreas, showed histologically tor-
tuous thick blood vessel with bundles of smooth muscles. Mature adipose
tissue was also detected. Inprint cytology of the cut surface of the tumor
showed atypical cells which had spindle shaped outline, nuclear enlarge-
ment and hyperchromasia. HMB�45 staining performed on the larger le-
sion was positive, which is characteristic for an AML. Conclusion : Extra-
renal AMLs are rare and occur most commonly in the liver. Lesions in
the retroperitoneum require definitive diagnosis since they can mimic
other retroperitoneal benign and malignant tumors, which must be dif-
ferentiated.

P3-56-3 前立腺肥大症に対する手術で認められた偶発
癌と術後に診断された前立腺癌の検討

○
おおやま てっぺい

大山 哲平、奥野 紀彦、若田部 陽司、本田 直康
NHO 横浜医療センター 泌尿器科

前立腺肥大症に対して経尿道的手術後、偶発的に前立腺癌が発見される
頻度は 2～10％と報告され、術後に増悪はあまり認めない。しかし一方で
術後経過中に前立腺癌を発見される頻度は 1.2�2.2％と少ないが、浸潤癌
として見つかる場合が多いとの報告がある。当院では過去 5年の間に 117
例の前立腺肥大症に対して経尿道的切除術を施行し、117 例中 7例
（6.0％）において偶発癌を認めた。また術後経過中に PSA再上昇し 4例が
再生検を行い 1例が前立腺癌と診断された。偶発癌に関しては、平均年齢
は 72.4 歳、平均術前 PSAは 3.53ng�ml であった。6例はT1a、GS3＋3
の腺癌を認めており、1例のみT1b、GS3＋4 の腺癌を認めた。GS3＋3
の 1 症例には術後 PSA上昇を認めたため内分泌療法を開始しているが、
その他の症例においては術後に PSAの低下を認め、無治療で現在臨床的
に癌の増悪は起こっていない。術後前立腺癌の症例は術後 1年 4ヶ月で
前立腺癌と診断されGS4＋4、T2c の診断で前立腺全摘除術施行してい
る。過去の報告においても限局性・高分化の偶発癌は基本的には経過観
察を行うのみで、びまん性、中～低分化癌においては内分泌療法もしくは
前立腺全摘除術が行われることが多いようであるが、進行癌を認めるも
のは少ないようである。しかし術後前立腺癌に関しては浸潤癌で見つか
る場合が多く、術後も PSA検査が必要である。今回の検討では偶発癌に
関しては早期癌がほとんどであるがまれに増悪することがあり、また術
後前立腺癌も割合が少ないが浸潤癌で見つかるケースが多いため可能な
限り定期的経過観察が必要であると考えられた。

P3-56-4 東広島医療センターにおける発熱性尿路感染
症に関する検討

○
ますもと ひ ろ し

増本 弘史、藤原 政治
NHO 東広島医療センター 泌尿器科

【目的】尿路は呼吸器と同様に感染症の発生する頻度が高い臓器である
が，なかでも複雑性尿路感染症は早期から敗血症に移行し重症化するこ
とがある。今回われわれは，当院における成人の尿路感染症の臨床的特徴
を検討した。【対象と方法】2009 年 4 月から 2014 年 3 月までの 5年間に，
当科で診断し入院加療を要した成人の発熱性尿路感染症患者を対象と
し，その特徴を患者背景，重症度，起炎菌，治療法についてレトロスペク
ティブに検討した。【結果】対象患者は 276 例で年齢中央値は 69 歳（29
－96 歳）で他院での治療後症例を 62 例に認めた。尿路感染症の内訳は急
性腎盂腎炎が 224 例，急性前立腺炎が 42 例，精巣上体炎を含めたその他
が 6例であった。敗血症と診断された症例は SIRS の定義を満たすものと
して 95％に認められた。急性腎盂腎炎は男女比が 4 : 1 で女性に多く，重
症化例も多く認められ，DIC と診断された症例が 20 例，ICU管理を要し
た症例が 5例，人工呼吸器やCHDFなどの管理を行うも死亡に至った気
腫性腎盂腎炎などの症例を 5例認めた。【結論】当院の発熱性尿路感染症
の症例では，男女ともに急性腎盂腎炎が最も多く，重症敗血症に至る症例
も多く認められた。いずれの尿路感染症においても診断時の適切で早急
な治療対応が重要であるが，複雑性尿路感染症において尿路結石を合併
した閉塞性腎盂腎炎では，その後の治療に反応せず，非常に急激な転帰を
取る症例を認め，他科の診療医も含めた周知が重要であると考えられた。

P3-56-5 尿路結石再発予防を踏まえた退院指導の関わ
り～A病棟の現状調査～

○
なかむら しんたろう

中村 清太郎、畑中 千恵、米多 由佳里、松野 陽子、
長田 佳子、橋向 道宏、津田 美佳、山本 昭子、北橋 洋子

NHO 金沢医療センター 中5病棟

【はじめに】A病棟では尿路結石の入院が年間平均 33.6 件あり、そのうち
20％が再発の入院である。再発の原因は生活習慣と食生活に深く関係し
ており、越高らは「医師の治療だけでなく、患者さん自身が日常生活を見
直すという自己管理の姿勢がとても大切だ」と述べている。このことから
患者さん自身が日常生活を見直せるような退院指導を行うことが重要だ
と考える。そこで、A病棟の退院指導についてアンケートを行い、その結
果を報告する。【方法】A病棟で尿路結石患者と関わった看護師 18 名。尿
路結石の退院指導に関するアンケート用紙を作成、各項目を 4点満点で
評価、単純集計を行った。【結果】「退院指導の必要性」は 100％。「実際に
指導を実施している」は 60％であった。看護師の思いとして「退院指導
を行う前に退院してしまう」が高かった。観察項目の一つとして「疝痛の
有無を確認した」が高い点数で行えていた。認識と実施度では、飲水指導
は認識し指導を行えていた。食事や生活指導の必要性は認識しているが、
実際に指導を行えていなかった。【考察】看護師は退院指導の必要性を理
解していたが、実際に退院指導が行われていないことが明らかになった。
その要因の一つとして疝痛による苦痛が強く退院指導のタイミングが計
れないまま退院してしまったのではないかと考える。退院指導の内容で
は、食事や生活指導が実際に行えていないことが問題として挙げられた。
看護師の思いとして指導方法が分からないことがアンケートより明らか
になった。今後の課題として、退院指導の時期や指導方法を統一できるよ
うに病棟で話し合っていく必要がある。
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P3-56-6 当院におけるロボット支援腹腔鏡下根治的前
立腺全摘除術の初期治療経験

○
き む ら きょうすけ

木村 恭祐1、村松 知昭1、副田 雄也1、水野 秀紀1、岡本 典子1、
青田 泰博1、岡村 菊夫2、吉野 能3

NHO 名古屋医療センター 泌尿器科1、NHO 東名古屋病院 泌尿器科2、
名古屋大学 泌尿器科3

（目的）
当院では、2014 年 1 月より前立腺癌に対して、ロボット支援腹腔鏡下根治
的前立腺全摘除術（RALP）の治療を開始した。今回、初期治療成績を報
告する。
（対象）
2014 年 1 月から 6月までに RALPを施行した 14 例を対象とした。
（結果）
平均年齢は 68.2（51�76 歳）、BMI 中央値 23.5（19.0�27.6）、治療前 PSA
中央値 6.8（4.5�23.5）ng�ml Damico 分類では high risk 6 例 intermediate
risk 4 例 low risk 4 例であり neoadjuvant 療法は 4例に施行。2名の術
者（10 例、4例）で施行し、片側神経温存 3例、非温存 11 例であった。
手術時間中央値 297（238�370）分、コンソール時間中央値 232（180�291）
分、出血量中央値 60（5�350）ml であった。術後病理結果は pT0 : 1 例
pT2a : 4 例 pT2c : 4 例 pT3a : 4 例 pT3b : 1 例 RM1 : 2 例であった。
術後平均尿道カテーテル留置期間 6.1 日、機器トラブル及び合併症はアー
ム動作不良 1例、多皮下気腫 1例、麻痺性イレウス 1例、後出血 1例、退
院後血尿 1例であった。平均入院期間 11.8 日であった。
（結論）
RALPは出血量が少なく、根治性や尿禁制も比較的良好であった。プロク
ターの指導下で安全に初期導入が可能であった。

P3-57-1 旭川医療センターにおける脳血管障害患者の
動向および患者啓蒙の必要性

○
よ し だ こうすけ

吉田 亘佑、木村 隆、岸 秀明、野村 健太、油川 陽子、
鈴木 康博、黒田 健司、箭原 修

NHO 旭川医療センター 脳神経内科

【目的】当院における脳血管障害患者の動向から地域特性を把握し、地域
医療体制の改善を図る。【方法】平成 25 年度中に当院脳神経内科へ入院し
た脳血管障害患者を対象とし、病名、発症から来院までの時間、重症度、
危険因子に加えて、住所、紹介の有無について後方視的に検討する。【結
果】当院脳神経内科へ入院した患者は 64 名だった。一過性脳虚血発作が
4名、脳梗塞が 48 名、脳出血が 7名、くも膜下出血が 1名、その他が 4
名だった。発症から来院までの平均時間は 1.7 日（中央値 1日）、入院時
NIHSS は 57 名で評価され平均は 4.75、救急搬送が 21 名、救急外来受診が
4名だった。既往症は糖尿病 18 名、高血圧 34 名、脂質異常症 21 名、喫煙
歴有 27 名（喫煙者 15 名）だった。他院からの紹介は 37 名、旭川市内 54
名だった。【結論】当院へ入院した脳血管障害患者は発症から来院までの
時間が比較的長く、軽症の傾向だった。さらに軽症者は発症後も自宅で経
過をみて改善がない場合に受診する傾向があった。脳血管障害患者の早
期受診を促し早期治療を行うためには当院の近隣だけではなく他市町村
も含めて啓蒙活動が必要である。

P3-57-2 穿通枝領域脳梗塞に対する rt�PA静注療法の
効果に関する臨床的検討

○
ま な べ やすひろ

真邊 泰宏、森原 隆太、高橋 義秋、奈良井 恒
NHO 岡山医療センター 神経内科

目的：穿通枝領域脳梗塞に対する rt�PA静注療法の効果を臨床的に検討
した。方法：対象は当院において 2005 年 10 月から 2013 年 7 月までに
rt�PA静注療法を施行された連続例。穿通枝領域の病変部位、発症治療開
始時間、リスク因子、入院時、24 時間後、7日後のNIHSS、3 ヶ月後の
mRS、梗塞巣体積、血液検査を評価した。転帰良好群（3ヶ月後mRS0�2）、
転帰不良群（3ヶ月後mRS3�6）に分けて検討した。結果：全 104 例中穿
通枝領域梗塞は 18 例（17％、平均年齢 65 歳、男性 14 例、テント上 12
例、テント下 6例、症候性頭蓋内出血は 0例）だった。転帰良好群（13
例、平均年齢 63 歳、男性 11 例）、転帰不良群（5例、平均年齢 70 歳、男
性 3例）だった。入院時、24 時間後、7日後のNIHSS が転帰不良群で有
意に高かった（p＜0.05）。梗塞巣体積が転帰不良群で大きい傾向にあった。
結論：穿通枝領域梗塞に対する rt�PA静注療法は入院時、24 時間後、7
日後のNIHSS が予後不良因子となる可能性が示唆された。

P3-57-3 硬膜穿刺後頭痛の診断、治療さらに回避につい
て

○
もりやま え い じ

守山 英二
NHO 福山医療センター 脳神経外科

【目的】硬膜穿刺後頭痛（postdural puncture headache : PDPH）の原因は、
意図的腰椎穿刺（腰椎麻酔、脊髄造影、髄液採取目的など）、accidental
dural puncture（ADP：硬膜外～椎間関節ブロック時誤穿刺）に大別され
る。安静臥床、水分補給で治癒するものが多いが、時に遷延～難治化する
ことがある。PDPHの診断～治療上の問題点を検討した。【対象・方法】
平成 25 年 1 月から平成 26 年 4 月に期間に当科で治療した PDPH患者は
9名（男 7名、女 2名、16～78 歳）であった。腰椎穿刺後の発症が 7名
（腰椎麻酔 2名、脊髄造影 2名、髄膜炎診断～治療目的 3名）、ADP後 2
名（硬膜外麻酔、椎間関節ブロック各 1例）であった。【診断・治療】発
症から当科紹介までは平均 80 日（4～297 日）であった。全例起立性頭痛
を訴えていたが、経過の長い例では起立性の要素が減弱し、めまい（浮
遊～動揺感）が主訴となる例があった。脊髄MRI を全例に施行し、4例に
明らかな漏出所見を認めた。経過の長い 2例に RI 脳槽シンチ�CT脊髄造
影を行い、1例に漏出所見を認めた。治療は、（1）安静臥床＋水分補給、
治療効果不十分な場合に、（2）硬膜外ブラッドパッチ（EBP）、の方針と
した。2例が（1）のみ、6例が EBP追加により治癒に至った。1例は、経
済的な理由でEBPに進めなかった。【考察】PDPHの大半は安静治療によ
り治癒する。時に難治～遷延例が存在する。起立性頭痛が目立たなくなる
とも、何らかの不調を訴え続ける患者では積極的に PDPHを疑う必要が
ある。画像診断の感度には限界があり、硬膜外持続注入の治療効果が診断
根拠となることも多い。発症の経緯から医療訴訟に至る例があり、適切な
初期対応～治療により確実に治癒させることが肝要である。
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P3-57-4 医療従事者を対象とした胃瘻造設に関するア
ンケート調査

○
さかなし かずたか

阪梨 主享、吉岡 亮、結城 奈津子、小寺 潤
NHO 舞鶴医療センター 3号病棟 脳神経内科

【目的】認知症や重度の急性期脳血管障害で摂食不可能となった時、胃瘻
造設が考慮される場合がある。しかし医療従事者はときに胃瘻造設の適
応に疑問を感じている場合がある。そこで、各医療従事者の胃瘻造設の適
応に関する考え方を明らかとする目的で、アンケート調査を行った。【方
法】平成 26 年 3 月 10 日～23 日に院内でのアンケート調査を実施した。対
象は医師 18 名、看護師 231 名、コメディカル 36 名、事務職 21 名、付属
看護学校学生（以下学生）55 名。質問内容は 13 問の多肢選択質問、1
問の自由記載質問である。【結果】1）胃瘻造設を受けた方を見たことが
あったのは医師・看護師の 10 割近く、コメディカル約 7割、事務・学生
が約 3割であった。2）自分がアルツハイマー型認知症により経口摂取困
難となった時、医師・看護師・コメディカル・事務の約 8割、学生の約 6
割が積極的な治療は希望しないを選択し、胃瘻造設を希望したのは、医
師・看護師・コメディカルでは 3～5％、事務・学生で約 1割であった。3）
自宅でケアしてきた高齢の母親がアルツハイマー型認知症の終末期状態
となった場合、各職種で最も多い選択が積極的治療は行わないであり、胃
瘻造設を希望したのは少数であった。4）看取りについて考えたことが
あったのは医師と看護師ほぼ全員だったのに対し、他の職種ではその 2～
5割程度であった。【結語】総じて看取り希望者が多く胃瘻造設希望者が少
数であった。経験が多く看取りについて考えている割合が高い職種ほど、
胃瘻造設希望者が少ない傾向にあり、胃瘻造設か看取りを選択する要因
としては、対象の年齢、自分なのか親族なのかが重要となると考えられ
た。

P3-57-5 緩徐な経過を辿った延髄内側梗塞の1例

○
いしやま ひろゆき

石山 浩之1、越智 龍太郎1、野中 隆之1、宮崎 雄生1、
新野 正明2、南 尚哉1、藤木 直人1、土井 静樹1、菊池 誠志1

NHO 北海道医療センター 神経内科1、
NHO 北海道医療センター 臨床研究部2

症例は 79 歳，女性．X年 2月頃より嘔気，ふらつきを自覚していた．
同年 4月 Y�7 日，嘔吐・眩暈・ふらつきにて前医を受診し，心拍数 30�40
台の洞性徐脈を認めたため，4月 Y日に当院循環器内科に紹介入院した．
入院時，左上下肢の痺れ・脱力感を自覚していたため，頭部MRI を撮像
したが，明らかな異常を認めなかった．しかし，その後，左片麻痺（MMT
0�1�5），次いで右不全片麻痺が出現進行したため，Y＋6日に神経内科を
受診し，頭部MRI で FLAIR・DWI にて延髄腹側に高信号を認めた．ま
た，同日より発声困難・嗄声・嚥下困難が出現した．上記症状は延髄病変
によるものと考えられ，精査・加療目的に同科へ転科入院した．転科時の
血液検査・髄液検査・胸～骨盤部CTでは明らかな異常を認めなかっ
た．経過から脱髄・炎症性疾患の可能性も考えステロイドパルスを開始
し，症状は緩徐に軽快した．Y＋13 日，頭部MRI で FLAIR・DWI にて
高信号の拡大及びADC map の低下，またCTで同部位の低吸収域を認
めたため，前脊髄動脈閉塞による延髄梗塞の可能性が強く示唆され，抗血
小板薬及びエダラボンを開始した．麻痺症状や嗄声も軽度だが改善し，回
復期リハビリ施設へ転院した．緩徐な経過を辿った延髄内側梗塞という
稀な症例であり，文献的考察を加えて報告する．

P3-57-6 Postcentral knob の小梗塞によって尺骨神
経領域の感覚異常を生じた一例

○
おおはし よしひさ

大橋 慶久1、神谷 俊明2、篠江 隆2、大友 学2、神宝 知行2

NHO 埼玉病院 研修医1、NHO 埼玉病院 神経内科2

【症例】73 歳、男性【主訴】左手の第 3から 5指のしびれ【現病歴・経過】
20xx 年 4 月 25 日左手の第 3から 5指のしびれを主訴に夜間救急外来を
受診。意識は清明。神経学的所見も主訴以外に異常は認めなかった。頭部
MRI では右中心前回、右中心後回に計 3つの皮質梗塞巣が認められ精査、
加療目的で同日入院となった。入院当日からエダラボン 60ml、オグザ
ロット 160ml�V、グリセレブ 400ml を開始した。入院後も主訴以外に四肢
麻痺などの神経学的異常所見は認めなかった。4月 30 日頸動脈エコー施
行し右総頸動脈分岐部から内頚動脈にかけて中等度から高度狭窄が疑わ
れ、不安定プラークを認めた（ECST法 65％、area 法 80％）。5月 1日
SSEP 検査施行し健側と比較して左正中神経、左尺骨神経刺激でN20 の
振幅低下を認めた。神経伝達速度検査では異常は認めなかった。【考察】
右中心後回に皮質梗塞巣を認め、その領域に一致した感覚障害がおこっ
た一例を経験した。このような脳梗塞は比較的まれであり、若干の文献的
考察を加えて報告する。

P3-57-7 偽痛風発作を契機に脳梗塞を発症した抗リン
脂質抗体症候群の高齢男性の1例

○
や す だ ゆ み

安田 由美1、野田 公一2、同道 頼子2、元田 敦子2、富吉 秀樹3

NHO 東広島医療センター 初期研修医1、
NHO 東広島医療センター 神経内科2、NHO 東広島医療センター 放射線科3

症例は 93 歳男性。2014 年 2 月某日、左上下肢脱力、左肩痛が出現し、発
症 2日後に近医を受診した。 DWI で右大脳に散在する高信号域を認め、
脳梗塞の診断で当科へ紹介、入院となった。入院時、軽度の左片麻痺、左
肩痛があり、血液検査で貧血、aPTT延長、CRP上昇、血沈亢進を認め、
入院中に 39℃近い発熱、多発関節痛を間欠的に繰り返した。頭頸部
MRA、頸動脈エコーで特記事項はなく、2週間の心電図モニターで心房細
動を認めず、心エコー（経胸壁、経食道）でも異常を認めなかった。悪性
腫瘍や感染症、自己免疫疾患等による炎症反応に伴う血液凝固異常を背
景とした脳梗塞を疑い精査したが、悪性腫瘍や感染症を示唆する所見は
認められなかった。自己抗体検査は抗核抗体、ANCA、RF、抗カルジオ
リピン抗体、抗カルジオリピン β2GP1 抗体は陰性であったが、ループス
アンチコアグラントのみ陽性（2回中 2回陽性）であり、抗リン脂質抗体
症候群と診断した。多発関節炎については左手関節、両膝関節Xpで軟骨
に石灰化陰影、左膝関節液中にピロリン酸カルシウム結晶を認め、偽痛風
と診断した。NSAIDs 内服により発熱、関節痛、炎症反応は著明に改善し
た。これまで脳卒中急性期に偽痛風を発症したという報告は散見される
が、本症例は脳梗塞発症と同時に関節痛を生じており、抗リン脂質抗体症
候群に伴う血液凝固異常が偽痛風発作により増悪し、脳梗塞を発症した
と推察された。
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P3-58-1 当院における筋萎縮性側索硬化症の診療状況

○
く る さとし

久留 聡、小長谷 正明、酒井 素子
NHO 鈴鹿病院 臨床研究部

【目的】当院は神経難病病棟 36 床を有し、以前より慢性期のALS患者を
受け入れてきた。さらに 2010 年の新中央病棟完成以降、ALSのレスパイ
ト入院が増加している。当院に入院歴を有するALS患者の臨床像、診療
状況について報告する。【方法】対象は 2010 年 1 月から 2012 年 12 月まで
の 3年間に当院に入院歴のあるALS患者 41 名。入院診療録より性別、家
族歴、出身地、発症年齢、初発症状、人工呼吸器装着の有無、気管切開施
行年齢、胃瘻増設年齢、転帰について調査した。死亡例は死因についても
調べた。【結果】男性 25 名、女性 16 名。平均発症年齢は 58.5±10.3 歳、
男性は 56.1±10.8 歳、女性 62.3±8.5 歳と男性の方が発症が早かった。初発
症状は下肢発症 16 例、上肢発症 13 例、球麻痺 9例、呼吸障害 1例、不詳
2例であった。球麻痺発症型の発症年齢が最も高かった。出身は三重県 34
例、愛知県 7例。紀伊ALS好発地区出身者はいなかった。家族歴を有す
る例は 1例であった。認知症合併は一例のみであった。発症からTIV
までの期間、PEG造設までの期間は男性の方が短い傾向にあった。60
歳未満発症と 60 歳以上発症例を比較すると、60 歳以上発症例の方が進行
が早い傾向がみられた。死亡例は 5例で、死因は肺炎 2例、呼吸不全、多
臓器不全、糖尿病性昏睡がそれぞれ 1例であった。【考察】男性の比率が
高く、発症が高齢なほど経過が速いのは既報告と一致していた。発症年齢
や経過に男女で差が見られたが、この点は報告により結果が一致してお
らず今後さらなる検討が必要と考えられた。

P3-58-2 症状日誌を用いた進行期パーキンソン病診療

○
くりさき りょういち

栗崎 玲一、山下 哲司、中原 圭一、植川 和利
NHO 熊本南病院 神経難病センター 神経内科

【背景】進行期 Parkinson 病（PD）患者ではしばしばwearing�off 現象
（W�off）や on�off 現象（On�off）などの症状の日内変動や dyskinesia
などの運動合併症がみられる．これらの適切な治療のためには正確な症
状出現時間の把握が重要である．【方法】症状日誌を用いた進行期 PD3
症例について検討を加えた．【結果】症例 1は 60 歳代前半，罹病期間 16
年の女性．W�off，On�off，peak�dose dyskinesia（P�Dys）あり．日誌は
自身で記載．記載内容は pramipexole 速溶錠から徐放錠へ変更した際の
投与量調整に有用であり，また L�dopa 製剤の一部を等用量の pramipex-
ole 徐放錠へ変更した際には troublesome dyskinesia の減少が観察しえ
た．自身で off や dyskinesia の出現時間を正確に把握されるようになり，
治療方針を立てやすくなった．症例 2は 70 歳代前半，罹病期間 16 年の男
性．W�off，On�off，P�Dys あり．日誌は娘と訪問看護師が記載．外来に
て apomorphine 導入し，投与量調整に日誌が有用であった．症例 3は 70
歳代前半，罹病期間 13 年の男性．日誌は本人および妻が記載．W�off，
morning dystonia，P�Dys に加え，軽度の認知機能低下と衝動制御障害あ
り．日誌を夫婦に指導したが，妻が正しく記載しても本人が書き換えてし
まい，書いては消すのを繰り返す punding の様相を呈した．【考察】運動
合併症を呈する進行期 PD患者では，症状日誌を用いた診療が病態把握
と適切な治療管理に有用であり，医師，患者家族同士のコミュニケーショ
ンの深化にも役立った．認知機能低下患者ではデータの信頼性が低い一
方で，今回の検討では新たな精神症状の気付きにもつながった．【結語】
症状日誌は進行期 PD患者の病態把握および治療に有用である．

P3-58-3 パーキンソン病の腰曲がりに対する脊髄反復
磁気刺激療法の有効性

○
あ り い よしはる

有井 敬治1、三ッ井 貴夫1、川村 和之1、乾 俊夫1、橋口 修二1、
澤田 侑貴2、川道 幸司2、和泉 唯信3、梶 龍兒3

NHO 徳島病院 神経内科1、NHO 徳島病院 リハビリテーション科2、
徳島大学病院 神経内科3

【目的】パーキンソン病においては，疾患の進行と共に首下がり，腰曲が
りなどの姿勢異常を高頻度に合併すること，およびこの姿勢異常は治療
抵抗性であることが知られている。我々はパーキンソン病の腰曲がりを
きたした一部患者に脊髄の反復磁気刺激法が有効であったことを昨年度
報告した。本研究ではクロスオーバー，single blind 試験を用いてその効
果を検討した。【対象と方法】対象は camptocormia を呈したパーキンソ
ン病患者 37 名で，年齢は 50～80 歳，Yahr は 3～4 である。このうち最初
に磁気本刺激を行った群が 19 名，最初にプラセボ刺激を行った群が 18
例である。脊髄反復刺激は，もっとも湾曲した部位に 5 Hz の反復刺激を
1秒間×8回（合計 40 刺激）を行い，刺激直後に立位での屈曲角の改善度
を一次評価項目，座位の改善角度を二次評価項目とした。これを本刺激群
とプラセボ刺激群で比較した。【結果】本刺激においては 1回の磁気刺激
によって直後には腰曲がり角度に有意な改善がみられた。立位での改善
角度は平均 10.9 度（95％ CI 8.1～13.65）であった。プラセボ刺激後の屈曲
角の減少は平均－0.1 度（95％ CI，－0.95～0.71）であった。座位における
改善角度は本刺激後 8.1 度（95％ CI, 5.89～10.25）であり，シャム刺激後
では平均－0.8 度（95％ CI，－1.62～0.05）と改善を認めなかった。【結論】
脊髄反復磁気刺激療法は 1回の刺激でパーキンソン病の腰曲がりが有意
に改善した。

P3-58-4 視床下核脳深部刺激療法後のパーキンソン病
患者の，体重変化と運動機能との関係について
の検討

○
は せ が わ あ り か

長谷川 有香1、阿部 ななみ2、須貝 幸起2、黒羽 泰子1、谷 卓1、
松原 奈絵1、園田 真樹3、伊藤 陽祐3、白水 洋史3、増田 浩3、
小池 亮子1

NHO 西新潟中央病院 神経内科1、
NHO 西新潟中央病院 リハビリテーション科2、
NHO 西新潟中央病院 脳神経外科3

【目的】視床下核脳深部刺激療法（STN�DBS）後のパーキンソン病患者の，
体重変化と運動機能や臨床症状の経過との関連について検討する．【方
法】対象は両側 STN�DBS後 2 年以上の経過を追えた 31 例（男：女＝15 :
16，平均発症年齢 48 歳，手術時年齢 57 歳）．術前と術後 3カ月，1年毎
5年後までの，体重，UPDRSIII，ジスキネジアを IV（32＋33）で評価し，
一部症例の他症状も検討した．【結果】術前の平均は各々，BMI22.3，IIIon�
off＝13�27，IV（32＋33）＝2，L�dopa 量 452mg だった．術後 3カ月（n＝
31）の平均は，BMI23.5，術前と比較した体重変化率＋5.8％，III＝4，III
の術前からの変化＝�9，IV（32＋33）＝0，L�dopa 量 237mg．術後に運
動症状と合併症が改善した．術後 3カ月の体重増加率は IV（31＋32）の
減少と有意（P＝0.003）に相関し，ジスキネジアの軽減が体重増加に関与
することが示唆されたが，III の変化とは相関しなかった．術前と比較し
た平均体重変化率は，術後 1年（n＝14）は＋7.5％，後 2年（n＝11）＋6.2％，
後 3年（n＝8）＋6.3％，後 4年（n＝6）＋9.9％，後 5年（n＝7）＋7.4％と
体重は術後 5年まで一貫して術前より増加した．一方UPDRSIII の変化
は，後 1年は�7.0，後 2 年�2.4，後 3 年�5.0，後 4 年�1.8，後 5 年＋4.7 で，
術後 5年目で増加に転じ，平均 L�dopa 量 435mg に増加し，運動機能が低
下してくることが示唆された．明らかな嚥下障害のある例はなかった．術
後体重減少した例は認知機能低下と幻覚などの精神症状の出現，頻回の
転倒やけがなどの問題点があった．【結語】STN�DBS後，運動症状は改
善したが，術後 5年になると術前と同程度に戻る傾向がある一方，体重は
術後早期から増加し 5年後も維持された．術後の体重減少は，運動機能低
下以外の問題点がある可能性を示唆する徴候の一つと考えられる．
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P3-58-5 パーキンソン病のジスキネジアに痛みと発熱
を伴う不随意運動を合併した一例

○
い あ い わたる

井合 渉1、神谷 俊明2、長谷川 愛1、篠江 隆2、大友 学2、
神宝 知行2

NHO 埼玉病院 研修医1、NHO 埼玉病院 神経内科2

【目的】進行したパーキンソン病患者では抗パーキンソン病薬の増量に伴
いジスキネジアが出現する。今回我々はジスキネジアの増悪と同時に律
動性の不随意運動が出現した一例を経験した。この不随意運動はパーキ
ンソン病による振戦やジスキネジアとは異なる特徴を有していたので報
告する。【症例】92 歳女性。パーキンソン病のため外来で経過をフォロー
されていたが、ジスキネジア、不穏、食欲不振が出現し抗パーキンソン病
薬の調整目的に入院となった。入院時バイタルは 37.4℃、61bpm、132�75
mmHgで、血液・生化学検査では異常なかった。入院時体幹を大きく動
かすジスキネジアとともに左上下肢に振戦様の不随意運動を認めた。こ
の不随意運動は増強したり軽減したりと波があり、それとともに痛みが
出現していると訴えあり。また、発熱が 38℃台と 36℃台を繰り返してい
た。入院 3日目に左顔面、左上肢、左下肢に律動的な筋収縮みられ、ジス
キネジアとは異なるものであった。採血では入院時CK119 であったのが
CK1153 に上昇していた。入院 4日目に左右の体温が異なることに気付い
た。左腋窩で 38.0℃、右腋窩で 36.8℃であった。この不随意運動を部分て
んかんと考えて抗てんかん薬を使用したところ、不随意運動は改善した。
抗てんかん薬開始直後に施行した脳波では複数個所に spike を認めたが
部分てんかんを疑わせる所見は認められなかった。【考察】パーキンソン
病では振戦やジスキネジアなどの不随意運動がみられるが、その中に異
なる原因によるものが隠れていることもある。今回ジスキネジアと同時
発生した不随意運動は、カルバマゼピンによく反応したことから epilep-
sia partialis continua の可能性も考えられた。

P3-58-6 抗生剤で内服薬吸収障害をきたしたことによ
る悪性症候群を疑ったパーキンソン病の1例

○
い け だ よしひさ

池田 芳久1、池田 篤平1、本崎 裕子1、高橋 和也1、石田 千穂1、
田上 敦朗2、駒井 清暢1

NHO 医王病院 神経内科1、NHO 医王病院 内科2

【症例】77 才男性。71 才時より小刻み歩行、上肢振戦・巧緻運動障害、認
知機能低下、幻視、嚥下障害が出現し、認知症を伴うパーキンソン病（PD）
と診断した。73 才時に胃瘻造設、74 才時に気管切開を行った。徐々に寝
たきりとなり意思疎通がなくなった。PD治療薬の処方は、レボドパ・カ
ルビドパ水和物 400 mg�日、ドロキシドパ 800 mg�日としていた。【経過】
2014 年 5 月 1 日に 40℃の発熱があり、尿路感染症と診断し抗生剤CMZ
を開始、4日に PIPC�TAZに変更した。5日より下痢がみられ耐性乳酸菌
製剤内服を開始したが下痢は続いた。6日には解熱し尿混濁は軽減してい
た。8日 39℃、9日 41℃の発熱が出現し、上肢に振戦様の動きがときに出
現するようになった。その後数日間、抗生剤をVCM、MEPMなどに変
更・追加し抗真菌薬も追加したが、高熱は持続した。9日と 11 日の血液培
養では細菌・真菌とも陰性であった。10 日頃よりうっ血性心不全をきた
した。12 日、血液検査でWBC 17000�μl、CRP 17 mg�dl であり、一方、
髄液検査では異常を認めなかった。経過中血清CK上昇はなかったが悪
性症候群を疑い、14 日に抗菌薬をすべて中止し、レボドパ静注とロチゴチ
ン貼付を開始したところ、解熱傾向と血液検査所見の改善傾向をえた。
【考察】抗生剤で腸内細菌叢異常を生じ、PD治療薬吸収障害をきたしたこ
とによる悪性症候群を疑った。中止により状態が悪化しうるような内服
薬を服用中に抗生剤を使用する際は、内服の代替法を考慮すべき場合が
あると考えられた。

P3-58-7 顔面の発汗過多を呈した進行性核上性麻痺の
3例

○
かわむら かずゆき

川村 和之、有井 敬治、乾 俊夫、三ツ井 貴夫
NHO 徳島病院 神経内科

【目的】進行性核上性麻痺（PSP）は、易転倒性、核上性注視麻痺、パー
キンソニズム、認知機能低下を主要徴候とする神経変性疾患である。PSP
では自律神経障害の合併が知られているが、その病態は十分に解明され
ていない。特に発汗障害については注目されていない。我々は、顔面を中
心とした著しい発汗過多を呈した PSPを 3 症例経験したので、その病態
についての若干の考察を加えて報告する。【方法】顔面の発汗過多を呈し
た PSPの自験例 3症例について、病歴と検査（ヘッドアップ・ティルト
試験、心電図（CVR�R、QTC）、血漿ノルエピネフリン）から、発汗障害以
外の自律神経障害の有無を検討した。【成績】3名の患者のうち、2名は男
性、1名は女性であった。PSPを発症した年齢は 66±8.7 歳（56～72 歳）で、
発汗過多が出現するまでの罹病期間は 5.3±1.2 年（4～6 年）であった。全
患者とも、周期性に、顔面を中心とした大粒の汗がしたたるほどの発汗過
多を呈した。発汗過多は体幹に及び、微熱、瞳孔散大、頻脈、呼吸促拍な
どの他の自律神経症状を伴った。発汗過多の持続時間は 15 分～48 時間で
あった。全患者で、排尿障害と便秘を認めたが、立ちくらみはなく、ヘッ
ドアップ・ティルト試験は陰性であった。心電図のCVR�R、QTCは正常で
あった。2名の患者で血漿ノルエピネフリンは高値を示した。【結論】本例
から、発汗過多の機序として、中枢自律神経線維網レベルの神経変性によ
り交感神経の活動亢進が生じた可能性と、脊髄交感神経中枢の神経変性
のために下肢の発汗低下がおこり、代償性に顔面を中心とした上半身の
発汗亢進が生じた可能性が考えられた。

P3-58-8 両下肢の筋力低下で発症した慢性上矢静脈洞
血栓症の一例

○
さ と う ひろたか

佐藤 広崇、野村 健太、吉田 亘佑、中村 慧一、岸 秀昭、
油川 陽子、鈴木 康博、黒田 健司、木村 隆、箭原 修

NHO 旭川医療センター 脳神経内科

【症例】63 才、男性【主訴】痙攣発作および遷延する意識障害【現病歴】
X�4 年心原性脳梗塞と診断されワルファリンカリウムを内服していた。
X�1 年 4 月頃に両下肢の力が入らず転倒。6月頃より前傾姿勢と小刻み歩
行、9月頃より右手の動作時振戦が出現。10 月頃には認知機能が低下し 11
月に近医を受診。軽度の認知機能低下、姿勢反射障害を認め、腰部脊柱管
狭窄症が疑われた。12 月頃から立位保持が困難、着衣ができなくなり、X
年 1月近医脳神経外科に入院。入院後に幻覚とてんかん発作が出現して
いた。脳MRI で多発する脳出血と高度白質軟化巣を認め、ワルファリン
カリウムをシロスタゾールに変更された。X年 3月精査目的で当科に転
院。神経学的に、意識障害（GCS : E4V1M4）、右注意障害、左上肢鉛管様
筋強剛、両上肢腱反射亢進、両下肢腱反射減弱、両側病的反射、前頭葉徴
候を認めた。血液検査で ProteinC 活性 34％、トロンボモジュリン 8 IU�
mLと低下していた。また髄液圧が上昇していた。頭部TOF�MRAで上
矢静脈洞から横静脈洞が高信号、頭部MRVで同部位が描出不良だった。
磁化率強調画像で脳表に沿う低信号、造影MRI で小脳と大脳に多発する
造影効果を伴う病変を認めた。経過及び画像所見より慢性に経過した上
矢静脈洞血栓症と診断した。低分子ヘパリンの持続静注（1万単位�日）を
行い、表情の表出と単語の発語を認めた。【考察】両下肢の筋力低下で発
症し慢性の経過を辿った上矢状静脈同血栓症の 1例を経験した。上矢静
脈洞血栓症の 80％以上は急性・亜急性で発症し、慢性の症例は 10％程
度と報告されている。さらに慢性の経過でパーキンソニズムを呈した症
例は非常に稀であり若干の文献的考察を加え報告する。
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P3-59-1 筋ジストロフィー患者の個展開催に向けての
支援

○
おかもと た か こ

岡本 尊子1、上田 美香1、松本 あかり1、村上 英治1、
岩田 紗織里1、白石 一浩2

NHO 宇多野病院 療育指導室1、NHO 宇多野病院 小児科2

【背景】筋ジストロフィー長期入院患者は、養護学校卒業後も継続入院し
ているケースが多い。A氏も卒業後患者自治会に所属し、31 年間絵画や
七宝焼活動を続けてきた。今回初めての個展を開催するにあたり、その経
緯と指導室の支援について報告する。【対象】A氏 50 歳。現在は終日人工
呼吸器を装着しベッド臥床であるが、七宝焼（週 1回）はプレイルームに
おいて車いすで活動している。【結果】絵画は 8年前まで外部講師の指導
のもと活動を続けていた。七宝焼は現在も外部講師 2名の指導を受けな
がら活動を行い、講師主催の展覧会に出展してきたが、今回本人の希望と
家族の協力で個展開催の運びとなった。家族は場所の決定や作品リスト
の作成を行い、指導室も個展経験者からの情報収集や開催に向けての手
順の確認、講師との連絡調整を行い、院内の打合せや調整等を行った。
【結論】家族、講師の協力のもとA氏が希望した個展が今秋実現すること
になった。DM及び活動写真の撮影やプロフィール等の作成はA氏の思
いを尊重し確認しながら行い、また家族、講師の思いや意向も聞き取りな
がら希望する形での開催ができるように支援した。さらに講師との連絡
や打合せの際には立ち合い、本人の思いを伝え開催に向け調整し支援し
た。今回の個展の開催は、今まで病棟という一空間での活動をA氏の取
り巻く地域での活動へと枠を広げることで、来場する人々との新たな交
流が生まれ、より豊かな人生の一歩になるのではないかと考える。今後も
A氏が生きがいを持ちながら活動し、地域社会とのつながりを持ち生活
できるよう支援していきたい。

P3-59-2 認知症患者への様々な領域の活動を実施して

○
か み た み か

上田 美香、村上 英治、岩田 紗織里、岡本 尊子、松本 あかり
NHO 宇多野病院 療育指導室

【目的】中核症状及び周辺症状のある認知症を持つK氏に対し、様々な領
域の活動を実施することで、ポジティブな反応を引き出す。【対象】中核
症状及び介護への抵抗や暴言のある認知症を持つ肢体型筋ジストロ
フィー、64 歳男性患者。日頃は口数が少なく物静かなタイプ。特に、介護
やリハビリの際、相手に対し暴言や抵抗を示すことあり。【実施期間と方
法】平成 25 年 5 月～平成 26 年 5 月。ベッドサイドでの活動を中心に、製
作活動や本の読み聞かせ、軽い手作業や音楽活動及び花見や散髪等の活
動を行った。それぞれの活動で見られたK氏の反応（表情、発言、行動）
を表 1に表わす。また、表 1を基に活動から得られたポジティブな反応
を、K氏のストレングスとして表 2に整理する。【結果】今回実施した様々
な領域の活動では、K氏が多くの笑顔とポジティブな発言を多く表わし、
新たな発見をすることができた。活動の問いかけで笑顔を表わす、指先を
使った作業（一部）や、筆で色を塗ること、音楽を聴くことや太鼓で音を
鳴らすことができる、写真を撮ることを嫌がらない、鏡に映る自分に興味
を示す等、日頃の様子とは全く異なる反応が多く見られた。また、2カ月
毎の散髪では家族の協力も得られ、切実な思いを知ることもできた。【結
論】介護への抵抗や暴言のある認知症の方は、緊張や不安、恐怖感を抱え
ていることを考慮し、本人のこれまでの生活や背景、身体状況や心理面を
よく理解した上で接していくことが重要である。また、今回の活動の中で
得られた多くの反応を基に、今後も活動や関わりを続けていくことで、さ
らに多くの反応を引き出し、本人のストレングスとして活かせるよう援
助していきたい。

P3-59-3 気管切開手術を受けた筋ジストロフィー患者
2例を通して保育士の支援の在り方を考える

○
き く ち み ほ

菊池 美帆、尾方 香里、中武 孝二
NHO 南九州病院 療育指導室

【はじめに】
当院の神経・筋疾患病棟では、年度末にサークルと個別活動の希望調査を
実施する。年間を通して大きく病状が変化することが予測される筋ジスト
ロフィーの患者は希望していた活動に参加できなくなることも少なくな
い。今回、気管切開の手術前後に余暇活動の希望に変化があった患者 2
例を経験した。手術前後で余暇支援に対してどのような心理的変化がみら
れたのか考察したので報告する。
【目的】
気管切開手術を受けた筋ジストロフィー患者の余暇活動に対する心理的
変化を考察する
【方法】
1．対象者
A氏：30 代 男性 デュシェンヌ型筋ジストロフィー ・B氏：40 代
男性 ベッカー型筋ジストロフィー
2．研究期間
平成 25 年 8月～平成 26 年 3月
3．方法
・余暇活動について手術前後のインタビュー
・インタビューを逐語録に起こし、内容の類似性でコード化する。コード
化した内容をサブカテゴリー・カテゴリーに分け、分析する
【結果】
インタビューの結果から「手術前後の生活への見通し」「手術前後の差異」
「身体的問題」「余暇活動への意識」の 4カテゴリーと 13 サブカテゴリーに
分類した。余暇活動への思いよりも体調面の問題が多く、ADLの変化が手
術前後の余暇活動への心理的変化に最も関連していることがわかった。
【考察】
患者は、手術によって活動の参加方法や内容に制限がかかると考えてお
り、余暇支援に対して消極的な姿勢になったと考える。手術後のインタ
ビューからは、病状が安定していることが余暇活動に対する意欲と比例し
ていることがわかった。今後は、サークルや個別活動という枠にとらわれ
ず、患者の心理的な変化を捉えながら個々人に応じた余暇支援を提供する
ことが重要である。

P3-59-4 MyD患者の療育活動の取り組みについての現
状と課題

○
ま き た ち さ と

蒔田 千里1、村松 順子1、竹村 真紀1、村山 晴香1、
池上 亜矢子1、有富 小奈子1、岡田 環1、川北 愛1、山内 慎吾1、
酒井 素子2、久留 聡2、小長谷 正明2

NHO 鈴鹿病院 療育指導室1、NHO 鈴鹿病院 神経内科2

【はじめに】
これまでの筋強直性ジストロフィー（以下MyD）に関する研究から、成
人発症のMyD患者はしばしば進行性の知能低下を示し、精神的不活発、
無気力、自発性低下、注意力低下等がみられるとされる。我々療育者は
MyD患者の特性を考慮し、患者の希望に添った療育活動を提供するよう
努めているが、活動を進める中で様々な問題が生じてきている。そこで
MyD患者に対する療育活動の現状と課題について検討を行ったので報
告する。
【対象】
当院に入院中のMyD患者 17 名（男性 10 名女性 7名）。平均年齢 56.71±
7.74 歳。
【方法】
療育活動状況別に、年齢、性別、コミュニケーション状況、認知評価（HDS�
R）、問題点等について調査した。
【結果】
全体ではコミュニケーション可能 13 名、不可能 4名。HDS�Rは 21 点以
上 10 名、20 点以下 7名。療育活動状況別では、活動参加群 6名（平均年
齢 56.0、男性 2名女性 4名、HDS�R平均 24）、活動減少群 2名（平均年齢
49.5、女性 2名、HDS�R平均 28）、活動拒否群 5名（平均年齢 58.6、男性
4名女性 1名、HDS�R平均 24.8）、活動不能群 4名（平均年齢 59.0、男性
4名、HDS�R平均 0）であった。
【考察】
HDS�Rの結果より、活動不能群以外は認知機能が比較的よく保たれてお
り、療育参加の有無は知能よりは自発性の問題と考えられた。覚醒状態が
維持できない患者には、身体状況への配慮が課題としてあげられた。活動
参加・活動減少群には女性が多く、活動拒否群には男性が多いことから、
療育参加には性差も見られた。認知機能が低下している患者は反応が捉
えにくいため、療育内容がマンネリ化する傾向がうかがえた。現在療育内
容は手芸等が中心であるため、今後は活動内容の検討が必要である。
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P3-59-5 感謝の思いを沢山の人々に伝えたい！～筋ジ
ストロフィー患者の東日本大震災後の心理的
変容を辿った事例から～

○
た し ろ ゆ う こ

田代 裕子、畠山 温子、齊藤 健一、滝口 佐知子
NHO 仙台西多賀病院 療育指導科

【はじめに】青年期の筋ジストロフィー患者 S氏は、東日本大震災でのお
見舞いに対するお礼の手紙を出したのをきっかけに、多くの方々に日頃
の感謝の気持ちや応援メッセージ等を伝えるのがライフワークのように
なった。その内容と共に震災後 3年間の心理的変容や活動の広がりをま
とめたので報告する。
【目的】青年期の筋ジストロフィー患者が、東日本大震災後の手紙のやり
とり等の経過からどのような心理的変容を遂げたかを事例を通して分析
し明らかにする。
【対象と方法】対象：S氏 25 歳 男性 デュシャンヌ型筋ジストロ
フィー 期間：H23 年～H26 年 方法：東日本大震災後に S氏が書いた
「感謝の手紙 100 通」とそのやりとりからその心理的変容を探る。また、
複数取り組みの活動をまとめ「生きがい感スケール」や「生き方尺度」を
活用して、その心理的変容を分析評価する。
【結果と考察】東日本大震災後にお見舞いに対する感謝の手紙を書き始
め、自分の思いを伝える事に喜びを得 100 通を超えた。その対象は個人、
企業等と多岐に渡り、内容によっては先方からも感謝され、その取り組み
が一つの社会貢献になっているとも思われる。その返信の中にも感謝の
思いが添えられ、やりとりから S氏の活動意欲向上が見られた。ハガキ絵
作品の数が増え、カラオケ活動への参加や口に筆を銜えて絵を描く等新
たな挑戦をし、個展も計画している。「生きがい感スケール」や「生き方
尺度」での結果からも、この 3年間での好転変容が見られ、S氏にとって
震災は心に重くのしかかる現実ではあったが多くの方々との心の交流が
得られ、今まで以上に前進しよう、活動に取り組んでいこうという意欲に
繋がっていると考えられる。

P3-59-6 筋ジストロフィー病棟での園芸活動の取り組
みについて

○
にしざわ え つ こ

西澤 悦子、久原 百合、吉川 満典、菊池 恒成
NHO 刀根山病院 療育指導室

【はじめに】当院では患者様の重症化や高齢化が進み日中活動支援内容の
見直しや実施方法の工夫が求められていた。そんな中、患者様の意見を基
に取り組み始めて今年三年目を迎えた園芸活動と行事について報告す
る。【目的】1．自然とふれあう機会を作る。2．野菜や花の成長の様子を
見守りながら心豊かに過ごせる環境を提供する。【対象】契約入院患者 60
名。【期間】第一期 2012 年 4 月～11 月、第二期 2013 年 4 月～11 月、第三
期 2014 年 4 月～11 月。【方法】栽培する野菜と花は患者様との話し合いで
決め、プランターと畑で育てる。日々の園芸活動に加え夏と秋に「収穫祭」
で芋掘り等を体験。【結果】第一期：プランターでの野菜栽培のみであっ
たが患者様、家族、職員の関心は高かった。「収穫祭」での芋掘り体験や
デザートサービスは経口摂取可能な患者様には好評だったが、経口摂取
できない患者様への配慮ができていなかった。第二期：野菜と花の栽培
をプランターと畑で実施。患者様の希望を取り入れる事を重視したが設
備や手入れ等計画性に欠け徐々に関心も薄れ参加者が減少。「収穫祭」は
収穫野菜にちなんだクイズや体験を主にした事で好評だった。第三期：
畑の開墾の段階から患者様に見学してもらったり、離床困難な患者様に
は「iPad」を使った中継や写真で成長の様子を見守る機会を増やす事で関
心が高まった。【考察】現場に参加できる患者様だけでなく離床困難な患
者様にも季節感を味わいながら植物の成長の様子を実感する事ができる
園芸活動を今後も内容の充実を図りながら行っていきたい。

P3-59-7 筋ジストロフィー患者の視覚的イメージを利
用した間食の自己管理―栄養カレンダーの活
用―

○
つ ち や し ず か

土谷 静香
NHO 東埼玉病院 療育指導室

【目的】療養介護病棟では個別支援計画の立案が義務づけられており、年
に 2回、計画作成のためのカンファレンスを行っている。その中で，体重
増加が問題点としてあげられた利用者がいた。知的障害が認められるこ
の利用者について、自身で間食の量をコントロールできるように取り組
んだので報告する。【対象】A氏：MyD 49 歳。知的障害が認められる。
売店で週に一度買い物。菓子や甘い飲み物を好んでいるため、間食のコン
トロールに毎日取り組む必要があった。【方法】・間食している菓子や飲
料の写真を、A氏が使用しているゲーム機（DS）で撮影し、カレンダー
に食べた物を記入。・2週間に 1回程度の頻度で写真を印刷。日付を記入
して本人に分かるようにする。・月に一度管理栄養士から栄養指導を受
ける時間の設定。1か月の食生活を見直す機会を作った。【期間】平成 23
年 6 月～平成 26 年 6 月【結果】・開始当初は飲食したものの撮り忘れや
記入漏れがあったが、定期的に声かけを行うことで時間を要したが定着
した。・A氏が記入する文字は読みにくく、写真を活用することで食べた
物を把握することができ栄養指導に活用することができた。・間食の量
を調整するようになった。・体重が 55.7 キロから 48．キロに減少した。
【考察】知的に遅れがあるため、視覚的に理解しやすい文字や写真を利用
したカレンダーの作成が適切ではないかと考え取り組んだ。文字だけで
記録に残すのでなく、写真を媒体とすることで実際に飲食した物や量が
視覚的に把握しやすく、知的に遅れのあるA氏にとって自己管理しやす
くなったと考える。今後は新たに日々の取り組みで完成する点繋ぎを取
り入れて、継続することを検討している。

P3-60-1 北陸地方における災害時難病患者支援計画策
定推移と難病拠点病院としての役割

○
こ ま い きよのぶ

駒井 清暢1、石田 千穂1、高橋 和也1、本崎 裕子1、池田 篤平1、
池田 芳久1、田上 敦朗2、中本 富美3、吉田 力3、小田 輝実3、
畠中 暁子3

NHO 医王病院 神経内科1、NHO 医王病院 呼吸器内科2、
NHO 医王病院 医療福祉相談室3

【目的】北陸地方（福井・石川・富山）における稀少性難治性疾患に対す
る各自治体の災害時難病患者支援対策の推移と現況を把握し、難病拠点
病院としての当院の役割とあり方を検討する。【方法】重症難病患者の地
域医療体制の構築に関する研究班（糸山班）で、千田・溝口の作成したア
ンケートを用い、北陸地方の 51 市町村を対象に 2009 年と 2013 年に災害
時要援護者支援計画策定状況について調査を行い、推移を比較した。【結
果】2009 年には 40 市町村（78.4％）、2013 年には 39 市町村（76.4％）か
ら回答があり、比較可能な回答は 32 回答（62.7％）だった。この中では
17 か所に担当部署の変更か組織替えがあった。災害時要援護者支援計画
（全体計画）の策定済み市町村は 2009 年の 26 か所（62％）から 37 か所
（95％）になっていた。難病を対象者として記載しているのは 2009 年の 13
か所から 2013 年の 15 か所へとほとんど増加がなかった。要援護者支援
計画（個別計画）リストに難病患者を含む市町村は 2009 年の 5か所から
2013 年には 8か所になっていたが、多くの市町村では個人情報取得困難
等を理由に難病患者を含む個別支援計画は策定されていなかった。【結
論】北陸地方では 2009 年から 2013 年の間にほとんどの市町村で災害時
要援護者支援全体計画は策定済みとなっていたが、難病の記載や難病患
者を対象とした個別支援計画策定あるいは患者リスト入手に進展がな
く、大きな課題である。難病拠点病院の立場から、難病患者自身の自助と
市町村等による共助・公助への取り組みを促す活動が必要である。
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P3-60-2 神経変性疾患長期療養患者の除脳、除皮質姿勢
についての検討

○
たかはし か ず や

高橋 和也1、駒井 清暢1、石田 千穂1、田上 敦朗2、本崎 裕子1、
池田 篤平1

NHO 医王病院 神経内科1、NHO 医王病院 呼吸器内科2

【目的】神経変性疾患は、病初期それぞれ特徴的な症状や治療反応性から
鑑別することができるが、終末期になると寝たきりとなり拘縮も強くな
るので症状が収束して鑑別診断することは難しい。しかし、個々の患者レ
ベルでは除脳姿勢をとるもの、除皮質姿勢をとるものなど様々である。今
回、神経変性疾患で長期療養中に除脳姿勢、あるいは除皮質姿勢をとった
患者の原疾患を比較しその違いを検討した。【方法】病初期の状態、臨床
診断名がカルテで確認でき、脳梗塞や無酸素脳症などの既往のない神経
変性疾患患者の内、24 時間上肢が肘関節伸展手関節屈曲前腕内転してい
る 5名を除脳姿勢患者群とし、肘関節屈曲手関節屈曲手指屈曲前腕内転
している 13 名を除皮質姿勢患者群とし比較検討した。【結果】除皮質姿勢
患者は 13 名で、原疾患はパーキンソン病が 3名、進行性核上性麻痺が 5
名、シャイドレーガー症候群、皮質基底核変性症、レヴィ小体型認知症、
ハラーフォルデンシュパッツ病、前頭側頭型認知症が 1名ずつであった。
除脳姿勢患者は 5名で原疾患は線条体黒質変性症が 3名、マシャドジョ
セフ病 1名、シャイドレーガー症候群 1名であった。下肢伸展位の典型的
な除脳硬直姿勢をとったものはマシャドジョセフ病とシャイドレーガー
症候群の患者であった。筋萎縮性側索硬化症患者で除皮質姿勢、除脳姿勢
をとるものはいなかった。【結論】パーキンソニズムを示す代表的な疾患
の中で線条体黒質変性症は終末期に上肢除脳姿勢をとりやすいと考えら
れた。

P3-60-3 純粋型遺伝性痙性対麻痺に副腎白質ジストロ
フィーの合併が疑われた1家系の検討

○
お ば ら こ う じ

小原 講二、和田 千鶴、小林 道雄、阿部 エリカ、畠山 知之、
間宮 繁夫、豊島 至

NHO あきた病院 神経内科

【目的】遺伝性痙性対麻痺（以下HSP）で SPG4 遺伝子異常はもっとも頻
度が高く、常染色体優性遺伝を示し、ほとんどが痙性対麻痺のみを呈する
純粋型である。今回、SPG4 遺伝子異常が既知で、著しい認知機能障害と
大脳白質病変を示し、副腎白質ジストロフィー（以下ALD）の合併が疑
われた患者を経験し、その家系を含め検討した。【対象】HSPを呈した発
端者、母、叔父、叔母の症状を比較した。また脳・脊髄MRI、ACTH、コ
ルチゾール、極長鎖脂肪酸を調べ、SPG4 遺伝子を解析した。ALDの病因
遺伝子ABCD1 遺伝子も解析予定。【結果】4名全員に SPG4 遺伝子変異
（L272S）を認めた。発端者は発症が 10 代と若く、著明な認知機能障害を
呈した。脳MRI でびまん性大脳白質病変を認めた。軽度の副腎不全を示
し、極長鎖脂肪酸が上昇していた。母は既知の SPG4 遺伝子異常HSP
と比較し、進行が早く、重症であった。脳MRI に異常を認めず、極長鎖
脂肪酸が軽度上昇していた。また、叔父、叔母も同様の臨床像であったが、
脳MRI、極長鎖脂肪酸ともに異常はなかった。【総括】発端者は明らかな
大脳型のALDであったが、脊髄型ALDや保因者ALDと純粋型HSP
において、症状に重複が多く、どちらの異常が症状を形成するのか判断は
難しい。かつ本家系の SPG4 遺伝子変異（L272S）は過去に報告されてお
らず、病的かは不明である。よって、真の病因を決定づけるためにABCD
1 遺伝子検査が必要であり、本家系で精査中である。神経内科の臨床では、
HSPも ALDも決してまれな疾患ではない。既知の遺伝性疾患が判明し
ていても、その疾患に合致しない所見が出現した時は積極的に他疾患の
合併も疑う教訓を得た。

P3-60-4 抗NMDA受容体抗体陽性の脊髄炎の1例

○
あ み の いたる

網野 格1、宮崎 雄生1、新野 正明2、南 尚哉1、藤木 直人1、
土井 静樹1、菊地 誠志1

NHO 北海道医療センター 神経内科1、
NHO 北海道医療センター 臨床研究部2

症例は 14 歳の男性．上気道炎症状の 2週間後より全身倦怠感，下肢の脱
力を生じた．当院初診時の神経学的陽性所見としては，両下肢腸腰筋以下
の筋力低下（MMT両側で 3～4），Th10 以下の全感覚鈍磨，両下肢深部腱
反射亢進，両側バビンスキー反射・チャドック反射陽性，膀胱直腸障害を
認めた．脊髄MRI では胸椎から腰椎にかけて連続したT2高信号病変を
認めたが，大脳および脳幹には病変を確認できなかった．一般採血所見で
は特記すべき異常は認めなかった．髄液検査では蛋白上昇およびミエリ
ン塩基性蛋白の上昇を認めたが感染を示唆する所見は認めなかった．ま
た，視神経炎を示唆する自他覚的所見は確認できず抗AQP4 抗体につい
ても陰性であった．脊髄炎の診断でステロイドパルス療法および経口ス
テロイドによる加療を行った．治療反応性は良好で神経学的所見・画像
所見ともに改善し，身体所見については約 2カ月の経過でほぼ罹患前の
状態となった．経過から急性散在性脳脊髄炎の可能性が考慮されたが，髄
液中の抗NMDA受容体抗体が陽性であった．抗NMDA受容体抗体につ
いては自己免疫性脳炎の代表的自己抗体であるが，本症例では脊髄炎は
認めるものの脳炎を示唆する診察所見および画像所見は指摘できなかっ
た．抗NMDA受容体抗体陽性の脊髄炎の 1例について文献的考察を加え
て報告する．

P3-60-5 視神経脊髄炎にシェーグレン症候群が合併し、
免疫グロブリン大量療法が奏功した一例

○
も ぎ あ さ み

茂木 麻実、金井 光康、石黒 幸司
NHO 高崎総合医療センター 神経内科

【症例】60 歳、女性。【経過】X年 4月 11 日、両上下肢の痺れ感、筋肉の
強張りが出現。4月 17 日末梢側の症状が強く多発神経炎を疑い、メコバラ
ミンを処方するも改善認めず、さらに両下肢の膝蓋腱反射亢進を認めた。
頭部および頚髄のMRI を施行したところ、T2強調画像でC2�C4 の中心
部に帯状の高信号、C7 レベルにも同様の高信号を認めたが、視神経に異
常無く脊髄炎と診断した。血液検査で SS�A高値を認め、Schirmer テス
ト・ガムテスト・口唇腺生検を施行した。これらの所見から原発性
シェーグレン症候群に合併した脊髄炎と診断し、ステロイドパルス療法
を行ったが、改善しなかった。次に免疫グロブリン大量療法（IVIg）を施
行し症状の軽快をみた。その後坑アクアポリン 4抗体陽性が判明し、視神
経脊髄炎（NMO）と診断した。【結果】今回私達はシェーグレン症候群と
NMOが合併した一例に IVIg が有効であった症例を経験した。【考察】
シェーグレン症候群は様々な神経病変が合併する事は知られているが、
本例はシェーグレン症候群による自覚症状が乏しく、MRI と眼科的検査
から視神経炎の診断に至らず当初は脊髄炎と診断した。ステロイドパル
ス治療後に血漿交換でなく IVIg を選択した。NMO合併のシェーグレン
症候群での中心的治療法であるステロイド療法に難治性を示し、免疫グ
ロブリン大量投与で軽快した経過を示した。文献的考察を含めて、報告す
る。
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P3-60-6 画像所見に乏しいAtaxic myeloneuropathy
の 47歳女性例

○
し み ず せいどう

清水 聖童
NHO 横浜医療センター 総合診療部

【はじめに】感覚性運動失調主体のMyeloneuropathy は、亜急性連合性脊
髄変性症、Sjögren 症候群、傍腫瘍症候群において呈することが多いが今
回我々はそのいずれにも該当しない症例を経験したので報告する。【症
例・所見】症例は 47 歳女性。某日より両足底部から足先にかけてしびれ
が出現し、その後腎部まで上行した為近医受診した。鎮痛薬及び 5�HT2
遮断薬を処方され症状は一旦軽快した。23 病日より症状が再度悪化、26
病日より下肢の筋力低下を自覚し歩行困難となった為、当科入院となっ
た。入院時は下部胸椎領域以下に 9�10～0�10 程度の深部覚優位に感覚鈍
麻、四肢腱反射亢進と両側Babinski 徴候、左下肢近位優位の筋力低下、
左優位下肢優位の四肢体幹の感覚性運動失調を認めた。血液検査では、ビ
タミンB1、B12、E、血清銅や、アンギオテンシン変換酵素は正常範囲内
で、抗 SS�A、抗AQP4、Hu、Yo、Ri、Ma�2 を含む各種自己抗体、腫瘍
マーカー、梅毒やHTLV�1 を含めた各種感染症は陰性であった。脳脊髄
液では炎症を示唆する所見はなかった。脳及び全脊椎MRI を施行したが
異常所見は得られなかった。胸腹部CTを施行したがリンパ節腫大や悪
性腫瘍はみられなかった。神経伝導検査では軽度の感覚神経優位の軸索
障害型多発ニューロパチーの所見であった。【治療・経過】精査中に両下
肢の感覚障害は 9�10～7�10 程度まで改善していたが、免疫介在性の機序
を想定しステロイドパルス療法を施行した。その後は下肢筋力がわずか
に改善した。【考察】自然経過を加味してもステロイドパルス療法はある
程度有効と考える。今後悪性腫瘍の出現に注視して行く必要がある。

P3-60-7 MRI 対応脊髄刺激装置の導入

○
い と う よ う こ

伊藤 陽子、大庭 信二、大下 純平、米澤 公器、細貝 昌弘
NHO 呉医療センター 脳神経外科

難治性疼痛に対する脊髄電気刺激療法（spinal cord stimulation :
SCS）では、近年 刺激装置や刺激電極の改良が進み、治療効果も拡大し
ている。2012 年に 3軸加速度センサーを利用し姿勢に応じた自動切り替
え刺激を行えるRestore Sensor（Medtronic 社）が導入され、治療の幅が
拡大した。更に 2014 年 1 月からは、MRI 対応の刺激電極及び刺激装置
Restore Sensor SureScan MRI（Medtronic 社）が導入されたため、SCS
の治療対象を拡大することが可能となった。当院でも 2014 年 1 月以降治
療した症例には積極的にMRI 対応システムを導入している。MRI 対応シ
ステムの使用経験をもとに、適応拡大の可能性及び導入時の注意事項、手
術操作上の注意点について検討を行った。【SCS治療の適応】これまでは、
疼痛緩和の有益性が高くても、若年者や病期の進行が予想される脱髄性
疾患などの将来的にMRI 撮影の必要性が高い症例では、SCS導入を控え
ていたが、これらの症例にも SCSの適応を拡大できる。【手術操作上の注
意点】MRI 対応の刺激電極は、以前の電極に比較して直径が大きい。また、
刺激電極と刺激装置の間に用いるアダプターはMRI 非対応のため使用
できず、刺激電極を直接刺激装置に接続するため長さの制限がある。これ
らの点から、脱落予防のループ作成時に注意が必要である。また、刺激装
置の埋込場所は頚部を避ける必要がある。今後の難治性疼痛の治療に
とって、MRI 対応の脊髄刺激システムは有用であり、積極的な導入により
更なる治療効果が期待できる。

P3-60-8 顎口腔領域の不随意運動の遠隔診断と医療観
光

○
よ し だ か ず や

吉田 和也、福原 紫津子、下郷 麻衣子、大野 純、兵 行忠
NHO 京都医療センター 歯科口腔外科

【緒言】顎口腔領域のジストニア（oromandibular dystonia）やジスキネジ
アなどの不随意運動の患者は歯科あるいは口腔外科を受診することが大
半であるが、顎関節症や歯ぎしりと誤診され、悪化してしまうことが多
い。患者自身が適切な医療機関を検索できて、遠方からでも治療が可能と
なる方法を確立する必要がある。【方法】顎口腔領域の不随意運動の患者
より直接問い合わせができるよう、当科ホームページからリンク可能な
サイト「顎口腔領域の不随意運動」（http :��sites.google.com�site�oro-
madibulardystonia�）を開設した。問診票を記載させ、メールやファック
スで送付させ、動画に関してはデータを郵送、メールで送付、あるいはコ
ンピューターを介しての画像通信による遠隔診断を行った。また遠方の
患者の場合、医療観光による入院下での治療を行った。治療は筋電図検査
などで確定診断した後、内服治療、MAB（muscle afferent bock）療法、
ボツリヌス療法、口腔外科的手術療法を行った。【結果】同内容の外国語
版も含め、アクセス総件数は国内外で数十万件となり、日本全国より、ま
た海外からも当科に多数の患者が受診している。予めメールや問診票、画
像、遠隔診断などで不随意運動ではない症例は除外できているため、効率
よく治療が可能である。【結論】遠隔診断と医療観光によって日本全国お
よび海外からも患者を来院させることが可能であり、口腔外科医療のグ
ローバル化において今後重要となると考えられた。

P3-61-1 網羅的遺伝子診断技術を応用した感染性胃腸
炎の実態・重症化因子の解明に関する研究

○
すが しげる

菅 秀、藤澤 隆夫、長尾 みづほ、浅田 和豊、篠木 敏彦、
中村 晴奈、谷口 清州、丸山 貴也、庵原 俊昭

NHO 三重病院 臨床研究部

【背景】感染性胃腸炎は、全年齢に渡る疾病負担が大きく、院内感染対策
上も重要である。しかしながら、病原体を確定できない症例も多く、真の
感染実態、臨床像については不明な点が多い。【目的】網羅的病原体遺伝
子検索を行うことにより、感染性胃腸炎の頻度、病態、重症化因子を明ら
かにする。【方法】対象：感染性胃腸炎の診断で入院した症例。参加施設：
NHO18 施設。方法：前方視的観察研究。指定した 1週間の症例を全数登
録。蛍光ビーズアレイによるマルチプレックス PCRの胃腸炎病原体パネ
ルキットを用い、便中の 15 種類の病原体（ウイルス 3、細菌 9、寄生虫 3）
遺伝子を検出。【結果】合計 512 症例が登録された。検出された病原体は、
ノロウイルス（NV）202 例（39％）、ロタウイルス（RV）85 例（17％）、
アデノウイルス（AV）12 例（2％）、クロストリジウム・ディフィシル 58
例、サルモネラ 22 例、キャンピロバクター 29 例、志賀毒素産生大腸菌 10
例，クリプトスポリジウム 4例、赤痢アメーバ 3例、大腸菌�O157 2 例。
検出なしは 186 例（36％）。79 例（15％）で複数病原体検出。Vesicari score
（平均値）：NV 9.5、RV 11.6、AV 8.6。NVあるいは RV感染において単独
感染例と複数病原体検出例で有意差なし。院内感染例（42 例）の 38％、
痙攣合併例（26 例）の 54％に NVが検出。重症化に関与する因子として、
RV感染（オッズ比 2.9）、CD感染（オッズ比 2.8）が挙げられた。【考察】
高感度に多種類の病原体が検出・同定され、特に迅速検査のみでは見逃
されていたNV感染および複数病原体感染の実態が明らかになった。重
症化因子、複数病原体検出の臨床的意義については、更に症例を集積し検
討を進める必要がある。
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P3-61-2 血液培養と血清プロカルシトニンの関連

○
どうした たかし

堂下 隆、横地 英博、橋井 美奈子、陳 文筆、土島 秀次、
藤村 政樹

NHO 七尾病院 内科

【目的】敗血症の指標とされる血清プロカルシトニン（PCT）の値と血液
培養の細菌検出の度合、および菌種に関連があるのかを調査した。【方法】
2010 年 12 月から 2014 年 3 月の間に実施された有効な血液培養 267 例の
うち、細菌の検出件数、PCTと細菌検出の関連および白血球数、CRP
の関連を後向きに調査した。【結果】血液培養 267 例のうち細菌の検出は
76 例であった。血液培養と同時に PCTを測定したのは 76 例であり、そ
のなかで細菌を検出したのは 28 例であった。PCT≧2は 24 例で、そのう
ち細菌の検出は 14 例であった。一方、PCT＜2では 53 例中での細菌の検
出は 14 例であった。白血球数は PCT≧2のグループは＜2のグループと
比較しやや増加していたがCRPは有意に高値であった。菌種は PCTと
明確な関連を認められなかった。【結論】血液培養では PCTが高値である
ほど細菌の検出率が高くなる。PCTは CRPの値と相関する。

P3-61-3 当院における肺炎に対するプロカルシトニン
測定の有用性評価

○
むろうち ま い こ

室内 舞子1、川上 健司1、山領 豪1、本田 章子1、江角 誠1、
松本 哲也2、井田 博之1、吉本 博生1、中村 佳織1

NHO 長崎川棚医療センター 臨床検査科1、
NHO 福岡東医療センター 臨床検査科2

【背景】プロカルシトニン（以下、PCT）は、甲状腺C細胞から産生され
るカルシトニンの前駆蛋白質で、細菌感染時には全身臓器で産生され、血
中濃度が上昇する。2006 年から敗血症のマーカーとして保険収載されて、
細菌感染症のマーカーとして、抗菌薬の適正使用に有用との海外からの
報告もあり、CRPなどの既存の炎症マーカーより鋭敏な炎症マーカーと
認識されつつある。【目的】当院における各種肺炎（誤嚥性肺炎、細菌性
肺炎、その他の肺炎）での PCT値の分布の把握と抗菌薬投与後の PCT
値との推移を観察し、肺炎の種類や重症度と PCT値との関連性を評価す
る。また、抗菌薬投与の指標としての有用性を評価する。【対象と方法】
2013 年 5 月 1 日から 2014 年 5 月 14 日に当院で各種肺炎と診断され、入
院加療を必要な患者を対象した。患者背景、バイタルサイン、臨床検査結
果、抗菌薬投与状況および、診断時、投与 2�3 日後、7日後および投与終
了時の PCTを測定した。各種肺炎における PCT値の分布を把握し細菌
感染の有無と、PCT値の関連性を評価した。【結果・考察】登録できた 115
症例（急性肺炎 61 例、誤嚥性肺炎 21 例、その他間質性肺炎など 33 例）に
ついて解析を行った。急性肺炎では、CRPより先に PCTの上昇がみられ、
治療により速やかに改善した。また、起因菌により PCTの反応に差がみ
られ、肺炎球菌やクレブシエラ菌などの侵襲性が強い細菌で高値を示す
傾向であった。誤嚥性肺炎には、PCTが低値のまま推移する群と上昇す
る群が認められた。PCTが上昇しない群では、細菌感染の関与が乏しい
と考えられ、早期に抗菌薬の投与が中止できる可能性があると思われる。

P3-61-4 銀増幅技術を用いた高感度インフルエンザウ
イルス迅速診断システムの検討

○
あ さ り さ ち こ

浅利 祥子、福永 政司、曲田 亜優美、永礼 旬
NHO 福山医療センター 臨床検査科

【はじめに】インフルエンザ感染症による抗インフルエンザ薬の早期投与
は重症化の軽減に繋がるため、ウイルス抗原のより迅速な検出が重要と
なる。今回、イムノクロマト法に銀増幅技術を組み合わせることにより高
感度な性能を有するクイックチェイサーAuto Flu A，B（以下Auto）と
クイックチェイサーFlu A，B（以下従来法）との比較について PCRを対
照とし、その有用性を検討したので報告する。【対象と方法】対象は 2014
年 1 月から 3月までの 3ヶ月間にインフルエンザウイルス抗原検査依頼
のあった 124 例。方法はキット附属の綿棒で検体採取し、滅菌生食 400
μL に浮遊した。その 200μL をキット添付の抽出容器に添加後、添付文書
に従いAuto と従来法のプレートに各々滴下し測定した。残りの残液は�
40℃で凍結保存し、後日RT�PCR（以下 PCR）によりウイルスRNA
コピー数を測定した。さらに、陽性コントロールによる希釈感度試験を
行った。【結果】124 例のうち PCRに陽性を示したのは 45 例（A型 38
例、B型 7例）で、Auto は 42 例（A型 36 例、B型 6例）、従来法は 38
例（A型 33 例、B型 5例）であり、感度はAuto 93.3％、従来法 84.4％、
特異度はいずれも 100％であった。ウイルスRNAコピー数（log10コピー
数�ml）はA型が 6.32±1.35（平均±SD）、B型 6.13±1.60 に分布し、PCR
陽性、Auto 陰性を示した 3例（A型 2例、B型 1例）の log10コピー数は
3.93±0.67、PCR陽性、QC Flu 陰性 7例（A型 5例、B型 2例）の log10
コピー数は 4.31±0.56 であった。希釈感度試験ではAuto が従来法に比
し、A型、B型ともに 4倍高い結果であった。【まとめ】Auto は増感法に
より従来法に比し感度は明らかに高く、発症初期の診断率を向上させる
ことが可能であると思われた。

P3-61-5 2013�2014シーズンにおけるインフルエ
ンザ（H1N1）2009のHA遺伝子変異とMa-
trix gene 測定の有用性

○
やなぎた みつとし

柳田 光利1、桑村 良隆1、木下 悟2、飯田 知子2、藤中 秀彦2、
藤田 基2、小澤 哲夫3、中島 孝4、富沢 修一2

NHO 新潟病院 臨床検査科1、NHO 新潟病院 小児科2、
NHO 新潟病院 内科3、NHO 新潟病院 神経内科4

【はじめに】インフルエンザウイルス感染症診断において，当院では抗原
法とともにA�亜型 3種類［H1N1，H3N2，（H1N1）2009］および B型の
遺伝子検査を実施している．2012�13 シーズンにはH3N2 流行株のNA
遺伝子変異に対応する改良法を構築した．その際，検出対象にA型に共
通で変異が起こりにくいMatrix gene（以下M gene）を追加し，新たな
A型変異株出現に備えた．2013�14 シーズンには，M gene 陽性を示した
検体の中に各A�亜型の特異的な標的配列が全て陰性を示した検体や，
（H1N1）2009 が検出されたものの核酸量が非常に低値の検体を多数認め
た．解析によりこの原因が（H1N1）2009 の HA遺伝子に生じた変異と判
明したため，PCRの標的遺伝子をNAに変更したところ（H1N1）2009
が検出可能となった．今回，測定法改良の経緯とM gene 測定の有用性に
ついて報告する．【対象・方法】2013�14 シーズンに当院にてインフルエン
ザ様症状を呈した患者 867 例から採取した咽頭ぬぐい液等の検体に対し
て，抗原法と PCR法を実施した．（H1N1）2009 の PCR法は標的遺伝子を
従来のHAとした方法とNAに変更した方法を測定し比較した．また，
（H1N1）2009 陽性 3例の塩基配列を解析した．【結果】867 例中M gene
陽性のA型が 224 例で（H1N1）2009 は 173 例．そのうち，HA（＋）NA
（＋）：107 例，HA（�）NA（＋）：66 例であった．塩基配列解析でFW
primer と probe 領域に各々 1塩基の変異を確認した．【考察】A型インフ
ルエンザの流行はウイルスが抗原構造を変化させてヒトの免疫機構をす
り抜けるために生ずる．2013�14 シーズンの（H1N1）2009 流行株は，HA
遺伝子変異が原因で PCR法が正常に機能しなかったが，M gene は流行
株においても測定可能であり，A型の臨床診断上有用と考えた．
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P3-61-6 急速な経過で死の転帰をとった市中緑膿菌肺
炎の1例

○
ますみつ あかね

益満 茜、川崎 貞男、森本 彬人、長尾 知昭、足川 財啓
NHO 南和歌山医療センター 救命救急センター

【はじめに】緑膿菌による肺炎は院内感染が圧倒的に多く、基礎疾患や危
険因子なしに緑膿菌による肺炎が生じることは極めて稀である。市中肺
炎では起炎菌として、肺炎球菌、インフルエンザ菌や非定型肺炎の起炎菌
を考え、緑膿菌は市中肺炎の起炎菌としては通常考慮されない。今回、急
速な経過で死の転帰をとった市中緑膿菌肺炎を経験したので報告する。
【症例】50 歳男性。ふらつきと便失禁があり自宅で様子を見ていたが、そ
の後自力では起き上がれなくなったため当院の一般外来を受診した。外
来待合室で診察を待っていたところチアノーゼを認め、橈骨動脈は触知
できずショック状態であった。胸部Xpで右上肺野に浸潤影を認めたた
め、肺炎による敗血症と、それによるショック状態と診断され、救命救急
センターへ緊急入院し当科紹介となった。血液検査では好中球減少、血小
板減少、腎機能障害、代謝性アシドーシスを認めた。気管挿管し人工呼吸
管理を開始し、EGDTに則って大量輸液とカテコラミン投与で昇圧を
図った。喀痰の検鏡でグラム陰性桿菌を認めたためエンドトキシン吸着
療法（PMX�DHP）も施行したが、状態の改善なく来院 6時間後に死亡し
た。後日、喀痰培養、血液培養から緑膿菌が同定された。【考察・まとめ】
呼吸器系基礎疾患のない市中緑膿菌肺炎の経過は、院内感染肺炎や呼吸
器系の基礎疾患がある場合よりもむしろ急激で、多くは本症例と同様に
劇症の経過で死亡すると報告されている。基礎疾患のない緑膿菌肺炎が、
なぜ激烈な経過をとるのかは明らかではないが、重篤な市中肺炎をみた
ら原因菌として緑膿菌も考慮する必要がある。

P3-61-7 肺炎球菌性重症呼吸不全に壊疽性胆嚢炎を合
併し救命し得た一例

○
たにもと さ と こ

谷本 慧子1、中澤 進2、杉村 真美子1、大谷 すみれ2

NHO 埼玉病院 研修医1、NHO 埼玉病院 内科2

78 歳男性【主訴】呼吸困難【既往歴】喘息、胃潰瘍【現病歴】3月下旬よ
り嘔吐があり食事摂取不良。その後転倒し歩行不能となり呼吸困難も出
現したため当院救急外来受診。【来院時所見】体温 35.3 度、SpO291％
（O24L）、呼吸性アシドーシス、炎症反応高値、喀痰、尿、胸水の肺炎球菌
陽性、胸部CTにて右下葉に浸潤影、及び左側に膿胸、胸水を認め入院。
【経過】胸腔ドレーン留置し、PIPC�TAZ投与、気管内挿管、人工呼吸器
管理を開始。酸素化は改善するも炎症反応の改善なく、発熱持続するた
め、薬剤性発熱を疑い 16 日目一旦抗生剤を中止。18 日目抜管し経管栄養
を開始し、他の感染巣検索をした。造影CTで胆嚢の著名な腫大、周囲脂
肪組織には液体貯留や不均一な濃度上昇が出現し、胆嚢壁には菲薄化や
内側壁の不整像、多数の壁断裂がみられ画像上は壊疽性胆嚢炎と考えら
れた。高齢や全身状態を考慮し、観血的処置は施行せず、脂肪製剤注入中
止や補液、抗生剤の保存的治療とした。35 日目腹部超音波にて胆嚢の著名
な腫大、胆泥あるものの明らかな壊死性胆嚢炎の所見は改善した。【考察】
胆石を伴わない無石胆嚢炎の場合は、腹部術後や糖尿病等の消耗性疾患
患者で長期絶食、経静脈栄養が誘因となる。壊疽性胆嚢炎は浮腫性変化の
後に組織の壊死出血が起こった胆嚢炎である。高カロリー、高脂質の輸液
で、内圧の上昇が起こり胆嚢壁が圧迫されると血流が停止して組織壊死
が発生する。当患者は入院時CTより胆嚢はやや腫大していたが胆石は
なかった。高カロリー輸液投与を行い壊疽性胆嚢炎を引き起こされたと
考えられる。重症感染症回復には高カロリー輸液が必須であるがその投
与の際は慎重な配慮が必要だと考えさせられた。

P3-61-8 ウイルス関連血球貪食症候群（VAHS）を呈し
た重症熱性血小板症候群（SFTS）の2例

○
ま す だ な お や

増田 直哉1、木戸 みき2、橋本 朗子2、沖川 佳子2、伊藤 琢生2、
高蓋 寿朗2

NHO 呉医療センター 初期研修医1、NHO 呉医療センター 血液内科2

【症例 1】67 歳女性．来院 7日前に草刈をしていた．来院 3日前より腹痛・
下痢が出現した．来院当日より更に発熱出現したため，近医受診し，意識
障害，AST・ALT・LDHの上昇を認めたため当院に救急搬送され，精査
目的にて入院となった．来院時，WBC 2,000�μl，PLT 6.2 万�μl であった．
左乳房下部に刺口を認め，PCR法にて SFTSウイルスが検出され，SFTS
と確定診断された．入院後，白血球，血小板がさらに減少し，第 3病日に
施行した骨髄検査にて，血球貪食像を認めたため，ステロイドパルス療法
を開始した．血球減少は改善したため，ステロイドを漸減し，第 28 病日
に退院となった．【症例 2】71 歳男性．来院 6日前に屋外作業を行った．
来院 3日前より発熱・下痢が出現し，近医を受診，入院にて抗菌薬治療が
開始された．入院当初より LDHの上昇，白血球と血小板の減少を認めて
いたが，症状・検査値が増悪したため当院に転院となった．来院時，WBC
700�μl，PLT 3.8 万�μl であった．左の腋窩下部に刺口を認め，PCR法に
て SFTSウイルスが検出され，SFTSと確定診断された．骨髄検査にて血
球貪食像を確認し，ステロイドパルス療法を開始，解熱，LDHの改善，
血球増加を認めた．ステロイド投与中に真菌感染によるものと思われる
肺炎と左小脳出血を認めたが，抗真菌薬にて軽快し，第 45 病日に退院と
なった．【考察】2例ともに骨髄検査にて血球貪食像が認められており
SFTSウイルスによるVAHSが病態の中心であった可能性が高い．いず
れの症例でもステロイドパルス療法が有効である可能性があり，著明な
血小板減少を来た重症例では他の感染症の合併に注意しつつ，積極的に
ステロイド療法を試みるべきであると考えた．

P3-61-9 血球貪食症候群を合併していたデング熱の一
症例

○
ま つ い たすく

松井 佑、豊住 久人、奥村 太朗、百々 修司
NHO 豊橋医療センター 内科

【はじめに】日本ではデング熱は原則外国からの持ち込み発症であるとさ
れ、年間約二百症例が四類感染症として報告されている。流行国から帰国
後概ね七日以内に高熱で発症、頭痛、四肢痛、出血や発疹、消化器症状を
伴い、検査所見では、肝機能異常、血清CRP陰性、白血球減少や血小板
減少が特徴的であるとされている。また、通常経過の軽症病型以外に、よ
り重症型のデング出血熱も知られている。今回我々は、海外から帰国後デ
ング熱を発症した症例を経験したので報告する。【症例】デング熱流行地
域に七日間バックパッキング旅行し、現地で蚊に刺された記憶もある生
来健康な 49 歳男性で、帰国後六日目に高熱で発症し、帰国後十日目に当
院受診入院、頭痛と下痢に加え、白血球減少と血小板減少を伴っていた。
入院翌日には微熱となったが、血小板減少が進行し同日骨髄検査を施行、
血球貪食症候群合併と診断した。一方で発疹はごく少数で、筋肉痛や関節
痛を欠き、ターニケット試験陰性、血漿漏出症状陰性で、デング出血熱の
診断基準は満たさなかったが、倦怠感や食欲不振が目立った。本症例の血
球貪食症候群合併の原因がデング熱である可能性も考え、入院翌々日に
デング熱ウイルス遺伝子増幅検査を施行したところ、1型デング熱ウイル
ス遺伝子陽性で、確定診断に至り、ステロイドホルモンと血小板輸血で治
療し、入院八日目に軽快退院となった。【結論】デング熱は白血球減少や
血小板減少を伴うことが多いものの、軽症病型デング熱での血球貪食症
候群合併報告はこれまで十数例に過ぎないとされているが、当院で初め
て経験したデング熱症例で血球減少の原因が血球貪食症候群であると思
われたので報告した。
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P3-62-1 加水分解コムギ含有石鹸使用者における小麦
アレルギー発症危険因子：症例対照研究

○
ふくとみ ゆ う ま

福冨 友馬1、岸川 禮子2、杉山 晃子2、原田 芳徳3、片田 圭宣3、
南 崇史1、谷口 正実1、秋山 一男1

NHO 相模原病院 臨床研究センター1、NHO 福岡病院2、
NHO 大阪南医療センター3

背景：加水分解コムギ（グルパール 19S）含有洗顔石鹸「（旧）茶のしず
くⓇ」（悠香）使用者に 2000 名以上の小麦アレルギー患者が発生し、社会問
題となっている。この石鹸は、400 万人以上を対象に販売されたが、当該
疾患を発症した患者はその中の一部であった。本研究の目的は、当該疾患
発症の危険因子を明らかにすることである。
方法：症例対照研究のモデルで、同一のWeb質問票への回答の違いを症
例群と対照群の間で比較した。症例群は、国立病院機構の 3病院に受診歴
のある当該疾患患者である（n＝108）。対照群は、インターネットリサー
チモニター集団（マクロミル社）から、症例群と年齢、性別、居住地区を
マッチして無作為に抽出した（n＝952）。質問票では、合併アレルギー疾
患、当該石鹸使用状況、その他潜在的危険因子に関して聞いた。解析は条
件付きロジスティック解析分析を行った。
結果：当該石鹸の使用個数、使用期間、1日使用回数は、小麦アレルギー
と極めて強く関係していた。3年以上の使用は 1年未満の使用に比べて約
50 倍、11 個以上の石鹸の使用は 1�2 個の使用に比べて約 35 倍、小麦アレ
ルギーを発症しやすかった。当該疾患発症前の気管支喘息、アトピー性皮
膚炎の合併は、オッズ比で 2程度の危険因子であったが、症例群の 44％
は発症前にいずれのアレルギー疾患も有していなかった。
結語：アレルギー疾患の合併等の患者側因子は、当該疾患発症危険因子
として強いものではなく、石鹸への暴露の程度が極めて強い危険因子で
あることが示された。本研究の知見は、当該疾患の 1次予防において、ア
レルゲン性の高い添加成分を石鹸に使用しないことが最も重要であった
ことを示している。

P3-62-2 眼窩底骨折整復術後に留置したバルンに起因
するラテックスアレルギーを疑った症例

○
もろおか しん

諸岡 真、藤岡 正樹、林田 健志、西條 広人
NHO 長崎医療センター 形成外科

【目的】症例は 35 歳男性、酩酊後転倒し受傷。CTにて右眼窩底骨折を指
摘された。眼球運動制限・複視を認め、眼窩内容の上顎洞への突出があっ
たため経上顎洞法で整復術が施行された。術後 4日目から両足背、両手
指、陰茎に膨疹が出現した。この症例について検討した。【方法】退院後
のアレルギー検査や文献検索などで、鑑別疾患として挙げられた疾患に
ついて検討した。【成績】薬物アレルギーの既往はなく、上顎洞に留置し
たバルンに起因するラテックスアレルギーが最も強く疑われ、抗アレル
ギー薬、ステロイドの投与により症状をコントロールし、術後 6日目には
膨疹は消失した。バルン留置を 3週間続けたが、以後膨疹の出現はなかっ
た。【結論】後日施行されたアレルギー感受性検査では陰性であり、ラテッ
クスアレルギーは否定的となった。そこで鑑別診断として薬疹、ラテック
スアレルギー、接触性皮膚炎があげられた。薬疹は出現時期としては一致
しているものの、抗生剤投与終了後も症状の増強を認めたため否定され
た。またラテックスアレルギーの場合でも即時に出現し、感受性テストで
陽性となることから否定した。最終的には接触部位（顔面）で腫脹が強く、
術後 4日目からの症状出現ということから外来刺激物に対する遅延型ア
レルギーを呈するアレルギー性接触性皮膚炎と診断した。

P3-62-3 全身性エリテマトーデスにおける単球�好中球
上CD64分子数値比の疾患活動性評価および
感染症合併診断の有用性について

○
た う ら あ き え

田浦 映恵1、辻 聡一郎2、大島 至朗1、由良 亜紀子2、清水 隆2、
新居 卓朗2、勅使川原 悟2、吉村 麻衣子2、田中 枝里子2、
原田 芳徳2、松下 正人2、北東部 綾子1、橋本 淳2、佐伯 行彦1

NHO 大阪南医療センター 臨床研究部1、
NHO 大阪南医療センター リウマチ・膠原病・アレルギー科2

【背景】全身性エリテマトーデス（SLE）増悪の診断に感染症の除外は必
須である。SLEのキーサイトカインである IFN�αは単球上（m）CD64
の発現を亢進する。一方、感染時には IFN�γやG�CSF、LPS 刺激で、好
中球（n）CD64 の発現が亢進する。最近、nCD64 が感染症の診断に有用
であることが報告されている。
【目的】SLEにおけるmCD64 およびm�nCD64 比変動と疾患活動および
感染症併発との関連について検討した。
【方法】感染症合併 SLE（iSLE）12 例、および高疾患活動期 SLE（aSLE）
10 例のmCD64 および nCD64 をフローサイトメトリーで定量し、mCD
64�nCD64 比を算出、SLEの活動性指標（SLEDAI）や血清学的マーカー
等との関連を検討した。mCD64、mCD64�nCD64 比を各群で比較、aSLE
（SLEDAI 12.1±7）および iSLE それぞれの治療前後を比較した。
【結 果】mCD64 は iSLE 群 49515±20544 分 子 数�細 胞、aSLE群 で は
39800±16609 分子数�細胞と有意差を認めなかった（p＝0.29）。一方、
mCD64�nCD64 比は iSLE 群 7.22±3.09、aSLE 群では 15.08±4.75 と有意
（p＜0.001）に低値であった。さらに、mCD64 値は SLEDAI と相関した
（r＝0.66，p＜0.0005）。
【考察】mCD64 値は SLEの疾患活動性を反映するが、感染症合併時にも
増加し、単独では鑑別できない。しかしながら、mCD64�nCD64 比を用い
ることで疾患活動性増悪と感染症合併との鑑別が有用であることが示唆
された。

P3-62-4 肺胞出血が疑われた全身性エリテマトーデス
合併抗リン脂質抗体症候群の肺梗塞の1例

○
ふるかわ

古河 まりえ1、宮城 瑠美子1、出口 治子1、椿原 基史2、
森田 紗恵3、船津 栄4

NHO 横浜医療センター リウマチ科1、NHO 横浜医療センター 呼吸器内科2、
NHO 横浜医療センター 循環器内科3、NHO 横浜医療センター 皮膚科4

症例は 22 歳女性。2013 年 6 月、健康診断で biological false positive（BFP）
を指摘され、当院紹介受診。リンパ球減少、抗 Sm抗体陽性、抗核抗体 1280
倍（Homo）、抗 CLβ2G 陽性、LA ; dRVVT陽性であったが、臓器合併症
や血栓症状は認めず経過観察していた。8月、顔面に紅斑が出現し皮膚生
検施行。顔面紅斑症状出現により全身性エリテマトーデス（SLE）分類基
準 4項目を満たし、SLEと診断。内服ステロイドは導入せず、皮膚症状に
対して外用剤開始した。10 月 5 日より、急に発熱（38.5 度）、右胸背部痛、
咳嗽、血痰を認め、緊急入院。WBC6400�μl，Hb10.8g�dl，Plt11 万�μ，CH
50 35.7U�ml、胸部 CTで右下葉全体に浸潤影、気管支鏡検査にて出血を認
めたため、SLEに伴った肺胞出血と考えられた。MPSL1g パルス療法施行
し、PSL55mg�日開始。ステロイド治療により、血痰などの自覚症状や胸
部浸潤影は軽快。PSL40mg�日まで漸減し 11 月 6 日退院。12 月 7 日、歩
行した際に左大腿より遠位に違和感、腫脹が出現。救外受診し、深部静脈
血栓症を疑い、造影CT施行。左下肢深部静脈から左総腸骨静脈、下大静
脈まで伸展する血栓と、右下葉肺動脈に多発血栓を認め、深部静脈血栓症
と肺梗塞と診断。10 月入院時の肺胞出血も、肺梗塞に伴った出血であった
と考えられた。抗凝固療法開始し、血栓は縮小傾向となり、以後は経過良
好である。本症例は気管支鏡にて出血を認めたことから当初は肺胞出血
と考えたが、抗リン脂質抗体陽性例であり、造影CTでの積極的な血栓評
価が必要であった。示唆に富む症例と考えられ、文献的考察を加え報告す
る。
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P3-62-5 中等量ステロイド内服で軽快したリウマチ性
多発筋痛症の一例

○
や べ ま さ き

矢部 成基1、冨田 桂公2、酒井 浩光2、北浦 剛2、山下 ひとみ2、
土海 敏幸3、南崎 剛3、大槻 亮二3、吉川 尚秀3、西川 涼馬1、
持田 浩志1

NHO 米子医療センター 初期臨床研修プログラム1、
NHO 米子医療センター 呼吸器内科2、NHO 米子医療センター 整形外科3

【背景】リウマチ性多発筋痛症（PMR）は通常、体幹、近位部の疼痛、こ
わばりが特徴で、少量ステロイド（15mg�日）で軽快するとされている。
今回我々は近位のみならず上肢遠位の症状を訴え、ステロイドを中等量
（30mg�日）まで漸増した後、軽快に至った症例を経験した。
【症例】58 歳男性【主訴】全身の筋肉痛【現病歴】20XX年 2月中旬、全
身倦怠感、肩・肘の筋肉痛及び腰痛を自覚。1週間後、握力低下、両肩関
節痛が出現した。3月上旬、股関節痛に対し、近医整形外科で鎮痛剤を処
方されるが痛みは軽快しなかった。その後、近医内科を受診し PMRの疑
いで、3月中旬、当院内科紹介となった。【現症】受診時は上肢遠位（肘）、
及び肩周囲、腰部に及ぶ全身の筋肉痛、倦怠感を認めた。更に、両肩の朝
のこわばり、握力低下を伴っていた。採血検査にて、WBC 9900�μL，Plt
35.2 万�μL，CRP 2.43mg�dL，ESR（1hr）55mm，CK 53IU�L，AST 56
IU�L，ALT 154IU�L，LD 215IU�L，リウマトイド因子陰性，抗核抗体陰
性，抗CCP抗体陰性を認めた。また、頭痛を認めなかった。
【経過】握力の低下は典型的ではないものの、欧州リウマチ学会（EU-
LAR）�米国リウマチ学会（ACR）の分類にて 5�6 点で PMRと診断した。
プレドニン 10mg�日開始した。開始後、疼痛スコア（処方前を 10 点とし
た）は、8点～5点と症状が残存した。処方開始第 38 病日後にプレドニン
30mg�日としたところ、 2日で疼痛スコア 0点、ESR 5mmに改善した。
また、潜在性の腫瘍を疑い全身検索したが明らかなものは認められな
かった。
【考察】本症例では上肢遠位筋にまで及ぶ症状があり、治療に要したステ
ロイドも定量と比べ多く、非典型的であった。文献的考察を含めて報告す
る。

P3-62-6 脈絡膜腫瘍を合併した多発血管炎性肉芽腫症
（GPA）の1例

○
ま す だ た ろ う

増田 太郎1、川原 知瑛子1、和泉 泰衛1、黒濱 大和2、岩永 希1、
加瀬 敬一3、稲本 美和子4、伊東 正博2、右田 清志5

NHO 長崎医療センター 総合診療科・リウマチ科1、
NHO 長崎医療センター 臨床検査科2、NHO 長崎医療センター 耳鼻科3、
NHO 長崎医療センター 眼科4、NHO 長崎医療センター 臨床研究センター5

多発血管炎性肉芽腫症（以下GPA）は上気道症状、血管炎、腎炎を 3
主徴とする疾患である。今回、副鼻腔腫瘍と脈絡膜腫瘍を認め、生検にて
診断されたMPO�ANCA陽性の GPAを経験したので報告する。症例は
84 歳女性。2013 年 3 月頃より前頭部から左側頭部にかけての痛みが出
現。6月より左眼痛と充血があり、近医にて頭部単純CT施行され、特に
異常の指摘なく経過観察されていた。8月に狭心症発作に対して経皮冠動
脈形成術目的で入院された際に 37.0℃～37.5℃の微熱の持続が認めら、9
月に当院に精査目的で紹介。血液検査にて炎症反応の上昇を認め、PR3�
ANCAは陰性、MPO�ANCAは陽性であった。MRI 画像所見にて左上顎
洞に液貯留と腫瘍性病変が疑われ、左眼球内下方に沿ってT2W1 低信号、
DW1で淡い高信号を示す腫瘤性病変を認めた。同部位の生検結果にて
GPAの診断に至った。プレドニン（以下 PSL）30mg�日の内服加療にて
左眼痛などの自覚症状は速やかに改善し、血液検査でも炎症反応は低下、
MPO�ANCAも陰性した。MRI 画像でも副鼻腔、脈絡膜の腫瘍性病変は
著明な縮小を認めた。約 1カ月後から PSL漸減したが、漸減中に左眼痛
が出現し、炎症反応、MPO�ANCAの再上昇を認めた。MRI 画像上は縮
小していた左眼球内の腫瘍性病変が増大していた。 GPA再燃と判断し、
PSL増量し、免疫抑制剤投与を加えて治療を行っている。GPAの中でも
MPO�ANCA陽性例の日本人では 20％程度であるが、脈絡膜腫瘍を呈す
る症例は稀である。GPAは免疫抑制剤を併用した治療が推奨されてい
る。しかし、本症例は 84 歳と高齢であり、PSL単独投与にて治療を開始
したが、再燃のために免疫抑制剤の併用に踏み切った。その後の経過も合
わせて報告する。

P3-62-7 リウマチ性多発筋痛症の診断における画像検
査の有用性

○
か と う しゅんぺい

加藤 俊平1、伊藤 琢生2、橋本 朗子2、木戸 みき2、沖川 佳子2、
高蓋 寿朗2

NHO 呉医療センター 初期研修医1、NHO 呉医療センター 血液内科2

症例は 83 歳男性、主訴は発熱。来院の 2週間前から発熱と筋肉痛を認め、
近医にて抗生剤、解熱鎮痛剤を処方されていたが、症状が改善しないため
当院へ紹介された。炎症反応の上昇は認めたが、感染症や悪性腫瘍を示唆
する所見は得られなかった。臨床所見から多発筋炎、リウマチ性多発筋痛
症を鑑別に挙げた。MRI、PETにて疼痛部位に一致した筋外の炎症所見
を認めたため、リウマチ性多発筋痛症と診断し、ステロイド治療を行い、
症状の改善を得た。リウマチ性多発筋痛症の診断は除外診断であるが、画
像検査が診断の一助となる可能性がある。今回、画像検査が診断の一助と
なったリウマチ性多発筋痛症を 2例経験し、その有用性を検討したので
報告する。

P4-1-1 転倒・転落に関わるシート改訂後の活用状況
の実態調査

○
お お の ゆ う こ

大野 祐子、宮口 由美、坂本 美和子
NHO 北海道がんセンター 看護部

【背景】A病院では、がん患者や高齢患者が多いことから、転倒・転落ア
セスメントシートが患者の状況を適確に把握できない現状があった。そ
のためH24 年 4 月に転倒・転落アセスメントシート、H26 年 2 月に転
倒・転落事故防止計画表、転倒・転落に関する入院時意識調査票の改訂
を実施した。転倒・転落アセスメントシートは、H23 年度に使用状況の実
態調査を実施した結果に基づきチェック項目の見直しと修正を行い現在
に至っている。【目的】転倒・転落に関わるシート（転倒・転落アセスメ
ントシート、転倒・転落事故防止計画表、入院時意識調査票）改訂後の活
用状況の実態調査を実施して、現在の活用状況の効果を明らかにする。
【対象】7月にA病院の病棟看護師 226 名にアンケート調査を実施。質問
用紙には、目的に沿った質問項目を盛り込んだ調査票を独自に作成し、質
問項目ごとの単純集計を行う。【結果・考察】7月に実施するため、11
月の発表時に結果・考察は報告する。
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P4-1-2 5東病棟での転倒・転落の実態調査

○
しょうじ み ち こ

庄司 路子、高嶋 宏江、酒井 友希、根本 百合子、鈴木 美香
NHO 静岡医療センター 看護部 5東病棟

【はじめに】当病棟は産婦人科を含めた女性病棟である。内科・循環器内
科・整形外科など様々な診療科・疾患の患者様が入院し、老年期の対象
が多く疾患に伴う健康障害に加え加齢によって生活に何らかの支障をき
たしている対象が主である。当院では転倒・転落アセスメント評価より
導き出される危険予測から、看護計画を立案し転倒・転落防止に努めた
看護介入を行っている。転倒・転落事故の多くは対象者の意図的な行為
により発生しその要因は患者側や環境要因の影響が複雑に絡み合ってお
り入院という環境の変化における転倒・転落防止対策の重要性は明らか
である。【目的】入院時から転倒後の看護介入や、転倒・転落につながる
背景を院内の転倒・転落マニュアルの内容に沿って調査しその原因を明
らかにする。【方法】過去 2年間の転倒・転落インシデントレポートによ
る患者 70 例（同一患者複数回を含む）の実態調査【結論】1．患者側の要
因に年齢以外に顕著な特徴がなく看護師側の要因が大きい。2．看護師の
転倒・転落に対する意識が低くアセスメントシートの活用が不十分。 3．
リスクマネジメント能力が未熟であるため危険因子を予測できていな
い。4．看護師間での情報交換不足や連携不足により適切な対応がなされ
ていなかった。【おわりに】今回の研究では転倒・転落原因として看護師
側の要因が大きく関わっていたことが分かった。今後は病棟全体で対策
の統一化が図れるようマニュアルに沿って確実にアセスメント評価をし
ていくことで転倒・転落件数の減少を目指していく。

P4-1-3 転倒転落後の看護師の対応の分析

○
かきざき あ や の

柿崎 綾乃、西村 雪路、燕 千尋、関根 彩華
NHO 東京病院 6階東病棟 呼吸器科

【目的】転倒・転落後に看護師がどのように対応しているのか、その対応
に看護師の経験年数が影響しているのか明らかにする。【方法】研究デザ
インは、関係探索研究であった。対象は、平成 24 年度に研究者が所属す
る病棟において発生した「転倒転落」のうち事象レベル 2の 38 件であっ
た。分析は、まず、看護師経験年数、勤務帯、転倒・転落の対応、転倒転
落の要因、転倒転落の改善策について記述統計を算出した。続いて、看護
師経験年数と転倒転落後の看護師の対応数との関係について t検定を用
い探索した。本研究は、国立病院機構東京病院倫理委員会の承認を得た。
【結果】看護師経験年数：1～3年目 16 件（43％）、勤務帯：深夜勤 16 件
（43％）と一番多かった。転倒転落の対応：「外傷の有無の観察」「医師・看
護師長へ報告」が上位を占めた。転倒転落の要因：「70 歳以上」「眠剤・鎮
静剤使用」が上位を占めた。転倒転落の改善策：「ナースコールを押すよ
う説明」「抑制方法を再検討」が上位を占めた。看護師経験年数と看護師の
対応の比較：看護師経験年数 1～3年目は 3.8±2.0 個、4年目以上 4.8±1.4
個であった（t＝－2.0，p＝0.51）。【考察】転倒転落後の対応は看護師経験
4年目以上の方がより多く対応している傾向があった。特に「四肢脱力の
有無」「家族に報告」「随伴症状の観察」「意識レベルの観察」といった対応
は 4年目以上に多く見られ、経験の蓄積による的確なアセスメントがそ
の後の対応に結びついていると考える。【結論】看護師の経験年数の違い
により、転倒転落発生後の患者の観察や対処、医師や家族への報告等の対
応に違いがあることが明らかになった。

P4-1-4 入院中患者における身体筋肉量と転倒転落と
の関連についての検討（第2報）―転倒転落防
止に向けた新たな取り組み―

○
なかがわ まさゆき

中川 正之、農端 芳之、坪井 秀規、川崎 広子
NHO 大阪南医療センター リハビリテーション科

【はじめに】転倒転落事故は特に高齢者において、その結果生じる外傷に
より日常生活レベルの低下を来たし問題となる。一般に入院中患者にお
いては各医療機関で転倒転落危険度を評価し、その防止に努めているが
当院でも同様である。昨年の本学会において、身体筋肉量が転倒転落危険
度と関連があることを報告した。そこでさらに症例を追加し、その結果と
転倒転落アセスメントシートとを併用することで、より正確な転倒転落
危険度を評価することが可能かを検討した。【対象】予定入院患者（平成
24 年 12 月 17 日～平成 25 年 1 月 25 日、平成 25 年 12 月 16 日～平成 26
年 1 月 31 日）103 人を対象とした。内訳は平均年齢 69.1 歳、男性 69 人、
女性 34 人であった。なお、安定立位に介助を要する患者は除外した。【方
法】入院時に、身長、体重、身体筋肉量（マルチ周波数体組織計MC�190、
タニタ社製）を測定した。【結果】年齢別筋肉量は男女とも加齢により身
体筋肉量の低下はみられた。当院の転倒転落アセスメントと筋肉量との
関連は、危険度が上がるにつれて、身体筋肉量が低下した。【考察】基礎
疾患を有する入院患者においても、健常人と同様、加齢により身体筋肉量
の低下をみとめた。当院で用いている転倒転落アセスメントスコアでの
危険度が高い群において、筋肉量の低下を認めたことにより、入院中患者
において筋肉量低下が転倒転落の危険因子になっていることが示唆され
た。今後は身体筋肉量と転倒転落アセスメントスコアを組み合わせた新
しいアセスメントスコアを作成し、その有効性について検討を進める予
定である。【まとめ】身体筋肉量を測定することで、転倒転落危険度が予
測できる可能性が示唆された。

P4-1-5 A病棟における小児科患児に対する看護師の
転落防止の着眼点

○
よしおか

吉岡 いずみ、濱口 美緒、福田 景子、藤谷 未来、
波田野 真弥、東 百合子

NHO 浜田医療センター 4階北病棟

【目的】混合病棟であるA病棟の小児科で、転落リスクについての統一し
た評価をするために患児専用のアセスメントシートを作成する前段階と
して、A病棟看護師の転落防止の着眼点を明らかにする。【方法】質的記
述的研究デザインで行い、対象者はA病棟の看護師 10 名とする。インタ
ビューは半構成的内容とした。【結果】ベッドの使用方法の説明について、
小児科経験年数 3年未満の看護師は入院直後に説明しているが、小児科
経験年数 3年以上の看護師はベッドの使用方法を実践しながら説明し、
患児や付き添い家族の様子を見ながら追加で事例を踏まえた説明を行っ
ている。小児ベッドの選択基準について、3年未満の看護師は小児ベッド
を使用する年齢の認識にずれがあった。3年以上の看護師は年齢だけで
ベッドを選択せず、基礎疾患や成長発達段階を踏まえて選択していた。付
き添い家族の理解度の判断について、3年以上の看護師は付き添い家族に
説明しても理解されていないと判断した時は、繰り返し説明を行ってい
た。【考察】入院当日の付き添い家族は患児の病状や入院に対する不安な
どで精神的に余裕のないことが多い。説明方法の工夫や説明時期の選択、
事例を踏まえた説明は転落予防に効果的である。小児ベッドを使用する
判断を成長発達段階や基礎疾患等を踏まえて選択することは転落予防に
必要な着眼点である。ベッドからの転落の危険性があることを繰り返し
説明することで付き添い家族に意識付けすると同時に看護師自身の転落
予防に対する危機意識になっている。
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P4-1-6 転倒予防啓発の取り組みに関したアンケート
調査～ポスター、日めくりカレンダー、デジタ
ルフォトフレームの掲示方法を比較して～

○
な が せ え り

長瀬 江里
NHO 東名古屋病院 看護部

【目的】医療スタッフ及び患者家族から募集した自作の転倒予防川柳を利
用して、平成 23 年度から平成 25 年度にかけポスター、日めくりカレン
ダー（以下カレンダー）、デジタルフォトフレーム（以下フォトフレーム）
を用い転倒予防啓発活動を行ってきた。この取り組みを通してどのよう
な取り組みがより転倒予防啓発につながるのか、提示方法を変えること
で意識の変化はみられるかを知るために過去 3年間のデータを検討し
た。【方法】神経内科病棟に入院中、また外来通院中の患者・家族 98 名と
神経内科患者を担当する看護師・PT・OT・ST140 名（以下スタッフ）に
アンケート調査し、過去 3年間のアンケート結果を比較した。【結果】ポ
スター、カレンダー、フォトフレームの転倒予防川柳の提示については、
患者家族、スタッフが認知していた。表示の切り替わりについてはカレン
ダー、フォトフレームではポスターに比べて周知されている確率が高
かった。転倒予防の関心については、ポスター、カレンダー、フォトフレー
ムのいずれも患者家族、スタッフに大差はなかった。見やすさ、提示場所
に関しては患者家族、スタッフが「よかった」と回答した反面、フォトフ
レームは場所を必要とする意見がスタッフから寄せられた。また、転倒発
生率は表示していなかった期間と比べ、ポスター・カレンダー・フォト
フレームの順で減少した。【結論】表示方法をデジタルにすることで、人
力で変えなくても良いため常に新しいものを提供できる。フォトフレー
ムは一か所に場所が固定されるため、ポスター・カレンダーと併用して
いく必要がある。継続して転倒予防啓発活動行うことで患者・家族の意
識向上となる。

P4-1-7 当院における転倒・転落事故防止への取り組
み―マニュアルの改訂と環境改善の効果―

○
こんどう ひ ろ こ

近藤 ヒロ子、松本 千都世、久保 義一、阿部 聖裕、岩田 猛
NHO 愛媛医療センター 医療安全管理室

日本医療機能評価機構の事故報告分類において、転倒・転落事故は 40％
以上を占めており、事故防止のための対策の強化が各医療機関に求めら
れている。当院では、平成 24 年までの過去 5年間、ヒヤリ・ハット報告
のうち転倒・転落が占める割合は 10％前後となっていた。当院の特徴と
して、入院患者の 44.6％が 65 歳以上であること、重症心身障害児・者や
神経筋難病病棟を有していることがあげられる。これまで、日々事故防止
対策に努めてきたが、「マニュアルが効果的に運用されていない」「多職種
との連携不足」などの問題が生じており、今後も事故が増える可能性が危
惧された。そこで、当院の患者背景や業務の効率化等を考慮した上で、マ
ニュアルを使用しやすいものに改訂した。また、マニュアルの運用ととも
に他職種で構成された医療安全部会と看護医療安全推進委員会で定期的
なラウンドも開始した。環境面の改善としては、超低床ベッドの増設や離
床センサーの新規購入、新病棟移転時には離床センサーとナースコール
を連動、患者用トイレは各病室に設置とした。その結果、平成 22 年度は
135 件、23 年度は 151 件、24 年度は 138 件であった転倒・転落件数が、25
年度は 88 件（平成 23 年度の 58％）に大幅に減少した。また、全ヒヤリ・
ハット報告件数に占める転倒・転落の割合は 4.6％に減少し、明らかな取
り組みの効果がみられたので報告する。

P4-2-1 高齢者の転倒転落事故防止対策の取り組み
～アセスメントシートと対応表の改訂～

○
あんどう え つ こ

安藤 悦子
国立長寿医療研究センター 医療安全推進部

【はじめに】国立長寿医療研究センター（NCGG）は、認知症病棟、在宅
医療支援病棟、回復期リハビリ病棟を有する急性期医療機関であり、拘束
を行わない方針である。高齢者は転倒転落リスクが高く、脆弱性骨折の可
能性も高いため、転倒転落事故に特化したワーキンググループが活動し
ている。今回は、NCGG創設以来 10 年間の転倒転落事故防止活動を総括
した。【目的】転倒転落事故防止に向けての転倒転落アセスメント及びそ
の対策表の作成と改訂作業を検証する。【方法】1．転倒転落アセスメント
シートの作成（平成 18 年 5 月）及び立位バランステストを導入した改訂
（平成 24 年 9 月）、前記アセスメントシートに対応した対策一覧表の作成
（平成 18 年 5 月）及び改訂（平成 26 年 5 月）、2．対策一覧表に対応した
転倒転落事故物品の準備（随時）、3．転倒転落発生率及び骨折数の年次推
移の集計【期間】平成 18 年 1 月～平成 26 年 5 月【結果】平成 18 年に作
成した転倒転落アセスメントシートとその対策表に準じて転倒転落防止
対策を行ってきた。歩行自立群と判定されながら、転倒・骨折する事例が
あるため、歩行自立群から転倒ハイリスク者を選別することが必要とさ
れた。歩行自立群の転倒要因としてバランス障害に着目し、新たに立位バ
ランステストの転倒転落リスク評価への導入を骨子とする「改訂版転倒
転落アセスメントシート」を作成した。一方、転倒転落アセスメント評価
2群（歩行見守り・介助群）と 3群（起居監視・介助群）は転倒転落が特
に多いため、対策内容を強化した「改訂版転倒転落アセスメントに対する
対策」を作成した。転倒転落発生率は増加傾向にあり、逆に骨折発生率は
低下傾向を示した。

P4-2-2 転倒転落防止への取り組み―各職種のKYT
シート作成と多職種で行うKYT研修を通し
て―

○
さいとう み は る

齋藤 美晴、杉山 誠、佐々木 由美子、吉田 みちる、木全 陽子
NHO 村山医療センター 医療安全管理室

【背景】当センターは骨・運動器疾患を専門とする病院である。患者は骨
や関節疾患による運動麻痺や神経障害による知覚障害が誘因となり筋力
低下を伴うことが多い。これらの患者は転倒転落のリスクが高い。転倒転
落防止には患者のリスクを評価して予防策を実施することが必要であ
る。しかし、同職種者や他職種者の間で予知されたリスク情報を共有でき
ていない現状がある。
【目的】KYTシートの作成や多職種合同のKYT研修を通して、職種を超
えてリスク情報を共有できるようになることを目的とした。
【方法】1．各職種での事例を選定しKYTシートを作成した。
参加した職種間で、それぞれの部署にどんな危険が潜んでいるか提示し
合った。
2．多職種合同のKYTトレーニングを実施した。
研修時に多職種が一つのグループになるように設定した。作成したKYT
シートを教材に危険要因をいくつか挙げて、それらを解決するための具
体的な対策を話し合った。
【結果】1．職員が患者役を演じて写真撮影を行い、病室、理学療法室、放
射線撮影室などの違った場面のKYTシートが作成された。
2．グループワークでは様々な観点から危険ポイントが列挙され、危険ポ
イントに沿った予防対策の発表が行われた。理学療法士の視点で病室の
ベッドサイドでの危険ポイントを指摘したり、看護師の視点で放射線検
査時の予防対策が出されたりした。
【考察】シート作成時に部署内で話し合いを行い、危険ポイントを考える
ことができた。グループワークでは職種によって危険を認識する視点が
違うこと、他職種や同職種者でコミュニケーションをとり情報共有して
いく必要性について理解が得られた。



第 68回国立病院総合医学会 881

P4-2-3 A病棟における転倒転落インシデントの振り
返り～転倒・転落発生要因～

○
たけたに あ ん な

竹谷 杏菜、佐藤 郁実
NHO 横浜医療センター 看護部

【目的】平成 25 年度の転倒・転落インシデント発生件数が 46 件から 63
件へ増加した。そのことを受け、過去のインシデントレポートを看護師の
視点から分析し、転倒・転落を発生させる看護師要因とは何かを明らか
にしたいと考えた。【研究期間】H25 年 4 月～H26 年 1 月【方法】対象：
A病棟での転倒・転落に関するインシデントレポートのうち、平成 24
年度分 63 件と今年度 4月から 9月までの 6ヶ月間 28 件。調査内容：平
成 24 年度の転倒・転落インシデントレポートを看護師要因から分析し、
転倒・転落が発生しやすい状況を整理し把握する。【結果】転倒・転落発
生件数が一番多かった時間帯は日勤で 14 時～15 時台の 11 件の中には面
会時間開始で面会者がいる際に抑制を解除することもあり、面会者が目
を離した間に転倒となったこともある。準夜では 22 時～23 時台に 7件で
あり、看護師が他患者の体位変換などを行っている際に転倒している事
例が多かった。深夜では 2時～3時台に 7件であり、看護師が交替で休憩
にいくため、人数が減少してしまう事や口腔ケア、体位変換などをしてい
る際に転倒している事例が多い。発生件数が多い時期は 5月、2月であっ
た。転倒・転落インシデントが一番多い看護師の経験年数は 1年未満で
あった。【考察】A病棟では転倒・転落発生時間は 14 時～15 時台では 22
時～23 時台、2時～3時台が多く、多忙な時間帯の記録や検温、体交・オ
ムツ交換、休憩時間などの業務が重なり体幹抑制や離床センサーを使用
していたが、アセスメント不足による不適切な使用、使用中の観察不足が
あった。また、文献からも日勤帯 15 時、準夜帯 23 時、深夜帯 2時の発生
が多く、A病棟と同じ事がわかった。

P4-2-4 看護師の経験年数による危険予知に関する看
護の視点の明確化～転倒・転落に焦点を当て
て～

○
よ だ

與田 えりか、富田 しょうこ
NHO 岡山医療センター 7A病棟

【目的】看護師の経験年数による転倒・転落に対する危険予知の視点を明
らかにする。【研究方法】対象は研究に同意を得られたA病棟の看護師 26
名。パトリシア・ベナーの臨床看護実践の技能習得レベルに基づき、看護
師をA～C群に分けた。A群：経験年数 1年目～3年目。B群：経験年数
4～6年目以上。C群：経験年数 7年目以上。国立長寿医療センターの「転
倒転落アセスメントに対する対策」の資料を参考にし、質問紙を作成し回
答を得た。分析は得られた回答を同じ内容にまとめ、集計した。【倫理的
配慮】質問紙は無記名式とし、得られたデータは本研究以外には使用しな
いことを文書で説明し、質問紙の回答により研究への参加の同意を得ら
れたとした。【結果・考察】A群：10 名、B群：8名、C群：4名、合計
22 名より回答。事例 1～6を通して、A群は転倒・転落を防止するために
病棟で実施している転倒転落予防対策に忠実に回答していた。これは経
験が少ないため転倒転落予防対策を柔軟に受け入れているためである。
一方で病態把握が不十分と思われる回答があった。B群は転倒転落対策
に加えて、自己の知識や技術をふまえたケアが出来ていた。C群からは経
験や知識を生かした様々な回答が得られ、疾患や患者の状態を把握した
危険予測の回答があった。【結論】3群間で大きな差異はみられなかった
が、看護師の経験年数による危険予知に関する看護の視点の深さに差異
がみられた。

P4-2-5 転倒転落発生前後の振り返りを通して明らか
になったこと

○
い と う あ や か

伊藤 綾香、池之上 優里、井川 奈々恵、金子 啓子、野地 志穂
NHO 千葉医療センター 看護部

【目的】精神科患者は向精神薬内服に伴い転倒転落のリスクは高い。看護
師が転倒転落予防を行ううえで患者を観察・アセスメントし看護計画を
立案・実施する事は必要不可欠である。A病棟での看護記録・転倒転落
報告書（以下、報告書とする）・カンファレンス実施状況を振り返り、転
倒転落発生前後の看護介入に関する問題を明らかにする。【対象】平成 24
年 1 月～平成 25 年 6 月の期間内に発生した転倒・転落事例 33 件【方法】
転倒転落アセスメントシート（以下、シートとする）・看護計画・看護記
録・報告書・転倒転落発生時カンファレンス、1週間後のカンファレンス
実施状況から情報収集し分析する。【倫理的配慮】当院倫理審査委員会で
承認を得た。【結果・考察】1 転倒転落後のシートによる再評価、2 看
護計画の評価・修正、3 転倒転落発生時カンファレンス、4 1 週間後の
再評価カンファレンスの項目で 1から 4の全てが実施できていたのは
12％であった。1から 4の項目で最も実施ができていたのは、3と 4の両
方の実施ができているが 51.5％であった。カンファレス実施の必要性は
理解し実施できているが、カンファレンス内容が看護記録に反映ができ
ていないため、患者情報の共有や統一した看護が実践できていない事が
考えられた。看護記録では、転倒転落前後で患者の歩行状態や精神状態に
関する記載はされており、看護師は転倒転落ハイリスク患者として、意図
的に観察していることが明らかになった。【結論】転倒転落発生時のカン
ファレンスから看護計画の修正まで一連の流れで看護を展開することが
不十分であった。今後は患者中心の看護が提供できるよう検討を行って
いく。

P4-2-6 事実が正しく伝わる看護記録～転倒転落、レベ
ル3a以上の事例をもとに～

○
ほ ん ぶ な お こ

本部 奈緒子、平野 舞子、辻 智子、永谷 裕子、有田 眞弓
NHO 都城病院 看護部

【目的】看護記録に関する教育を実施し、誰がいつ見ても事実が正しく伝
わる記載を目指している。今回、転倒転落、インシデント発生時の看護記
録の監査用紙を作成、監査を行い問題点を抽出し現状を明確にしたので
報告する。【方法】期間：H25 年 4～12 月対象：転倒転落及びレベル 3a
以上の事例 204 件中、42 件の看護記録方法：看護記録の書き方について
の説明サイト「看護記録の書き方のキホン」を用いて監査用紙を作成。記
載してはいけない内容 10 項目、記載すべき内容 3項目の計 13 項目を設
定。項目に対し、記載あり、記載なし、該当なしで評価をした。【結果】
記載してはいけない項目は、状況説明が不適切な表現 12 件、主観や憶測
11 件、誤った敬語や敬称 7件、曖昧な表現 4件の記載があり、人権人格を
侵害、否定的な表現、権威や権限を表す用語、規定外略語の記載はなかっ
た。記載すべき項目は、説明内容や患者家族の理解度、反応 19 件、家族
への連絡の有無 14 件の記載がなく、経時記録は記載されていた。【考察】
経時記録の内容が正確に記載出来ない要因として、対策の立案や実施に
焦点が当たることが多く、看護記録の内容記載に関してスタッフの意識
が低くなりがちであることが考えられるが、すべてに於いてそうである
とは言えない。【結論】＜1＞記載内容の不足や不適切な表現が見受けられ
た。＜2＞医療安全看護記録監査の継続と記録に必要な内容や適切な表現
方法など勉強会を開催しスタッフの知識や意識の向上に働きかける必要
がある。
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P4-2-7 ハンセン病後遺症を有する入所者への転倒転
落予防を踏まえた食支援

○
かわかみ よ し こ

川上 佳子、桜井 知子、井上 彩
国立療養所邑久光明園 庶務課 栄養管理室

【はじめに】当園の入所者の平均年齢は 84.3 歳と高齢である。そのほとん
どが手指や眼、知覚障害等のハンセン病後遺症を有している為、通常の高
齢者と比較して転倒を起こすリスクが高い。転倒・転落骨折予防ワーキ
ンググループでは、転倒・転落予防の一環として、健康教室の開催やラジ
オ体操の取り組みを実施しているが、平成 25 年度の転倒件数は、月平均
10 回であり、その内、月平均 1回が骨折に至っている。そこで、栄養管理
室では、入所者の骨密度減少を防ぐ為に、カルシウムを多く含む食事作り
を課題としている。今回、転倒・転落予防の取り組みを行ったので、発表
する。【方法】1．年 1回骨密度を計測する。2．献立表にカルシウムを多
く含む献立を表示、及びカルシウムの情報コメントを記載し、食事に興味
をもって頂く。3．牛乳の摂取状況を調査する。4．年 2回、職員・入所者
対象に食事や薬、リハビリに関する健康教室を開催する。【結果】1．骨密
度を毎年計測することで、入所者の介護度の高い方の抽出ができた。2．
食事巡回時には、入所者から「カルシウムを多く含む食事がわかりやす
い」という声を頂き、食事に興味を持ってもらうことが出来き、食べ残し
の減少に繋がった。3．朝食時に、牛乳の代わりにヨーグルトを希望して
いる人が多いことがわかった。4．健康教室の開催は、転倒・転落予防へ
の意識付けに繋がった。【考察】献立表への記載は、入所者だけでなく職
員も、カルシウムに関する知識を深めることができ、食事介助に有効だと
思われた。【おわりに】今後は更なる高齢化等により、転倒・転倒のリス
クがさらに進むことが予測されるので、他職種で協働し、サポートした
い。

P4-3-1 肺塞栓防止活動とその効果

○
ご と う こ う じ

後藤 興治、尾上 紀子、大平 里佳、滑川 隆、高橋 修二、
島村 弘宗、厚谷 卓見、牧野 浩充、鈴木 信子、武田 和憲、
齋藤 泰紀

NHO 仙台医療センター 医療安全管理室

【はじめに】肺塞栓は、致死的な転帰をとることがあり、様々な予防対策
が行われているが、その発生には様々な要因が関与していることから予
防対策が難しい。当院でも以前より独自のマニュアルを作成して、肺塞栓
防止活動を実施しているが、その取り組み状況について報告する。【取り
組みと経過】当院では肺塞栓死亡 0件を目標として多職種からなるチー
ムを構成し、改善活動を行っている。肺塞栓防止活動として、入院時の患
者への説明、DVT�PE リスク評価と対策、術後抗凝固剤の適切な使用、
弾性ストッキング・IPCの使用、D�dimer 測定および下肢の腫脹・疼痛
等の症状によるスクリーニングと、下肢エコーの実施に関するマニュア
ル、肺塞栓発生時の対応・治療のマニュアル化などを行ってきた。2012
年 1 月より、電子カルテシステムの導入に伴い、リスク評価を電子カルテ
上のテンプレートにより行い、未作成時には未実施のアラートが表示さ
れる。実施率は、電子カルテ導入当初は 30％だったが、現在は 80％前後
を推移している。マニュアルにおいては、D�dimer が 10 以上の場合、原
則として、下肢エコーを実施し、血栓の有無を確認することとしている。
平成 25 年度は、これらの対策の効果もあり、8例の肺塞栓症の発症が見ら
れたものの、いずれの患者も軽快し、死亡例は認められなかった。

P4-3-2 針刺し事故防止対策におけるQCサークル活
動の効果

○
た か ぎ き よ み

高木 喜代美1、沢口 夏季2、服部 恵子2、鈴 美里2、渡邉 美佳2、
小粥 正信3、菅 秀4

NHO 三重病院 医療安全管理室1、NHO 三重病院 看護部2、
NHO 三重病院 検査科3、NHO 三重病院 臨床研究部長4

【はじめに】飯野1）によれば、針刺し事故は「注意を払えば、確実に減少
させうる種類の事故である。」と言われているが、当院では年間 6件～7
件の事故の報告があった。そこで平成 23 年度、防止対策のQCサークル
活動を行った所、3件と減少。しかし翌年は 8件と急増した。平成 25 年度、
新たにQCサークル活動を行う事で 2件に減少したので報告する。【方
法】多職種、専門分野看護師によるチームでQCサークル活動に取り組
む。全職員に針刺し事故に関するアンケート調査。アンケート結果、リス
クが高いインシュリン注射・採血に関する正しい手技等、定期的に情報
発信。安全装置付きペン型インスリン注射針の導入。【結果・考察】針刺
し事故防止対策は看護部に限定されがちだが、多職種によるチームで取
り組む事で全職員へのアンケートの実施や情報発信、安全装置付針の導
入に繋がった。その結果、針刺し事故を減らすことができた。定期的な情
報発信は、医療従事者が注意を払い続けるために効果があると考える。ア
ンケートは注射針を取り扱わない職種にも行うことで「看護師が注射針
を使用しているときは声をかけないようにしたい」との意見があり、看護
師の多重業務の防止に効果があると思われた。【おわりに】平成 24 年度は
防止対策の標準化と管理の定着（歯止め）が出来なかった事が針刺し事故
の増加に繋がった。針刺し事故防止の教育は入職時に行うのみで、臨床現
場での実施状況の把握が不十分で、習慣化の意識を持たせるための介入
が不足していた。平成 25 年度の取り組みを継続し手順の遵守を、感染管
理ベストプラクティスの手法を用いて行う。また定期的な情報発信を継
続することで歯止めを行いたい。

P4-3-3 出席者全員の参加を目指したワークショップ
型院内医療安全講習会の試み

○
さ と う やすひろ

佐藤 康弘1、浅川 利恵1,2

NHO 災害医療センター 循環器内科1、NHO 横浜医療センター2

はじめに：講義型の研修とワークショップ（以下WS）などの参加型の研
修では受講生の達成度・満足度は後者の方が高いといわれるが、大人数
の研修には適していない。そのため職員全員の参加が求められる医療安
全講習会については今まではすべて講演会という形で行ってきた。昨年
度の医療安全講習会は、リスクマネージャーと医療安全室長が本部研修
にてチームステップスを学習し、その体験を踏まえて、1回目は講演会、
2回目はWS形式で行った。そのさいに参加者の満足度調査を行ったの
でその結果を報告する。方法：2013 年 10 月に立教大学大生教授による
チームステップスの概要説明の講演会を開催。2014 年 3 月にWS形式の
講習会を 4回開催（追加の 1回を含む）した。内容は以下のとおり；用語
の説明・医療過誤にあった患者家族のメッセージVTR・悪い例のシナ
リオVTR・班ごとの討論と発表・良い例のシナリオVTR・班ごとの討
論と発表・チーム医療の連携VTR・まとめで約 60 分の研修。結果：講
演会の参加者は 250 人（医師 53 人、看護師 129 人、その他 68 人）。WS
の総参加者は 469 人（医師 86 人、看護師 302 人、その他 81 人）であった。
WSの参加は 1回目 114 人、2回目 122 人、3回目 184 人、4回目 49 人で
あった。アンケートでは講義内容が非常によく理解できたとの回答は回
数毎に増加（22→26→32→38％）、よく理解できたという人をあわせると
毎回 90％以上の人が理解できたという回答であった。結語：大人数の
WSの場合、参加者の満足度の低下が危惧されたが、凝縮された内容のプ
ログラムを提示すれば十分開催は可能と考えられた。



第 68回国立病院総合医学会 883

P4-3-4 横浜医療センターにおける中心静脈カテーテ
ル登録医制度の導入の経験

○
あ じ ろ よういち

網代 洋一1、清水 哲也1、岩下 眞之1、鈴木 大輔1、深瀬 史江1、
小林 洋子1、薦田 明子1、鈴木 宏昌1、菊地 龍明2

NHO 横浜医療センター 中心静脈カテーテル委員会1、
横浜市立大学附属病院 医療安全・医療管理学2

【背景】横浜医療センターは、平成 24 年より医療安全全国共同行動“いの
ちをまもるパートナーズ”に参加し、「中心静脈カテーテル（CVC）プロ
ジェクトチームを設置し、CVC穿刺～挿入の管理・教育体制の整備（行
動目標 3）」に公式に参加登録した。【報告】1．CVC委員会は、麻酔科・
循環器内科・消化器外科・救命科・消化器内科医師、安全管理看護師長、
感染認定看護師、病院事務で構成した。委員全医師を順番に病院評価機構
CVC研修会に派遣、意識を共有した。2．CVC登録医制度を制定した。
CVC登録医制度とは、CVC手技を登録医または登録医の指導のもとで施
行する制度である。3．研修医に対する教育体制を整備した。全研修医に
講習会（座学）受講を必須とし、それに加えて初期臨床研修医に実技講習
会、筆記試験を制定した。4．実施記録を作成した。内容はコンパクトか
つ簡便にし、CVCキットへの張付ける運用とした。5．当院で毎年 4月に
行われる大型医療安全講習で、「CVC手技の危険性と登録医制度の重要
性」の招待講演を開催して、病院全職員へのアナウンスとした。6．CVC
登録医制度は順調に導入され、平成 25 年度の CVC登録医は 105 名、実施
記録の提出率は 100％であった。実施記録によるサーベイランスは毎月
集計を行いフィードバックした。初年度は制度・実施記録提出の定着に
努め、基本的にはデータ収集とした。1年間の CVC件数は 474 件、成功
率 95.8％、合併症発生率は 3.6％であった。【結語】CVC登録医制度と
CVC教育は、CVC手技に対する医療安全の意識を高める。実施記録は実
施状況モニタリングの上で大変に有用である。

P4-3-5 剥がれにくい末梢点滴の固定方法の検討

○
お の な つ こ

小野 奈津子、根本 恵子、小坂 由美、岩瀬 綾子、渡邊 菜々子
NHO 千葉医療センター 6階西病棟

【はじめに】「チューブの固定は、患者の安全を守る上で非常に重要であ
り、安全で確実な固定とともに、スキントラブル等の二次損傷をきたさな
い固定方法が求められている」と中川氏は述べている。そこで点滴を固定
する際にテープの貼り方をより剥がれにくくすることによって患者の日
常生活の制限の緩和、苦痛の軽減につながるのではないかと考えた。抜け
にくいドレーンの固定方法は多く研究されており文献も多様にあるが、
末梢点滴の固定方法に関する研究文献は少ない。そこでドレーンの固定
方法を応用すれば点滴固定がより安全で確実なものとなると考え研究に
取り組んだので報告する。【目的】末梢点滴の剥がれにくいテープ固定方
法を明らかにする。【方法】通常固定、Y字固定、Ω固定、Ω切り込み固
定を静脈注射シュミレータに再現しチューブ下側 15cmの部位にばねば
かりをテープで固定後、（1）12 時方向（2）3時方向（3）垂直上方向（4）
6時方向（5）垂直上方向にそれぞれ各固定、各方向に対し 3回負荷をかけ
る。【研究結果】通常固定と比べると他 3種類の固定方法は全て耐久性が
高い結果となった。その中でもY字固定は 6時方向を除いては一番耐久
性が高い数値であり 3種類の固定方法の中で一番強度があった。Ω型固
定は 6時方向に強い耐久性があり、Ω型固定＋切り込み固定は、切り込み
を入れているため Ω型固定より耐久性があった。【結論】通常固定後に今
回実験を行った 3種類の方法の固定を加えることによって末梢点滴の固
定テープは更に剥がれにくくなる。なかでもY字固定が平均的に耐久性
が高く、貼付方法も容易かつ安全であり誰もが実施できる簡便な方法で
もある。

P4-3-6 業務効率化を目的とした手術室払い出し薬品
のセット化による効果

○
はまさき しょうへい

濱崎 翔平、高田 正温、幸 邦憲、平木 洋一、真鍋 健一
NHO 熊本医療センター 薬剤科

【目的】薬剤科業務の効率化並びに適正在庫の推進は、病院経営に対して
貢献すべき重要なテーマである。今回、手術室の医薬品管理に関する手順
を改訂し、改訂前後における払い出しに係る時間、在庫金額及び取り揃え
ミスについて評価したので報告する。【方法】1．セット化払い出し法の構
築医師、看護師及び薬剤師による協議の基、使用頻度の高い薬剤を選定
し、注射カートのトレイに一施用毎にセット化することとした。カートは
計 12 症例分の輸液セットを搭載して、朝、夕の 2回払い出すこととした。
2．セット化による効果の検証業務効率に及ぼす効果は、使用された医薬
品の集計から補充までの時間を従来法と比較・検討した。さらに、医師、
看護師及び薬剤師にアンケートを実施した。在庫金額への効果について
は、従来法とセット化後の医薬品室の在庫金額を比較した。【結果】業務
効率に及ぼす効果では、集計・払い出し時間が短縮された。また、手術箋
への誤記入や払い出しミスの減少、薬剤管理の容易化も実現できた。さら
にアンケート結果より、他職種の業務効率化も達成された。在庫金額への
影響は、医薬品室の在庫が 16 品目削除され、約 20 万円の減額が達成でき
た。【考察】セット化することで業務の効率化に繋がったと考えられる。
また使用された医薬品と手術箋の記載の確認が容易となったこと、薬剤
師も確認することでダブルチェック体制が確立し、算定漏れの減少も期
待された。今後は人口心肺などの特殊な手術に対する医薬品のセット化
を検討していきたい。

P4-3-7 当院における摂食・嚥下�栄養状態スクリーニ
ングシート導入の試み

○
あんどう た だ し

安藤 肇史、船田 枝美、舞原 香保子、高野 智恵子、
阿部 由香、星 和子

NHO 宮城病院 医療安全管理室

【はじめに】食事摂取中の一時的窒息は頻回に経験するアクシデントであ
るが、それらに対し当院においてはこれまで個別的事例対応に留まり組
織的な対策を行っていなかった。そのため摂食・嚥下ワーキンググルー
プを結成し、院内統一的対策を試みた。誤嚥・窒息を起こす患者の多くに
栄養状態の悪化も認められることから、栄養状態評価も合わせた摂食・
嚥下�栄養状態スクリーニングシートを作成し、入院時、入食時、機能低
下が疑われるときにアセスメントを実施した。【目的】1．当院の現状に
合ったスクリーニングシートを作成し導入する。2．スクリーニングシー
トの普及を図る。【結果・考察】1．スクリーニングシート作成においては
評価をより簡素化するため、意識状態、年齢、病歴、口腔機能、痰の有無
の 5項目に絞りチョックボックス方式とした。追加項目として水飲みテ
ストを入れ、更に必要時に嚥下造影まで行うこととした。2．嚥下造影を
行うには主治医にオーダリングの依頼を必要とするなどの手間がかか
る。この問題を解決するために介入型NSTと協力することで、円滑に嚥
下造影を行うことが可能となり、スクリーニングシートの普及につな
がった。さらに嚥下状態に問題がある患者に、誤嚥予防に関する看護計画
立案がされているかどうか調査を行ったところ、スクリーニングシート
前は 46％に、導入後 2ヶ月後は 76％の患者に誤嚥予防に関する看護計
画が立案されていた。今回の活動により看護計画立案の割合が増加した
と言える。【まとめ】今後も、日々変化する患者の状態をアセスメントし
食事形態の変更などを介して窒息・誤嚥予防を行えるように活動を継続
していくつもりである。
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P4-4-1 医師事務補助者・看護師・薬剤師による持参
薬鑑別業務の構築

○
す ず き た か お

鈴木 敬雄1、斎藤 泰紀1、菅原 セイ子1、小山田 光孝1、
大塚 誠二1、椛本 とし子1、長南 正樹2、水沼 周一1、後藤 興治1

NHO 仙台医療センター 薬剤科1、NHO 北海道医療センター2

従来当院においては、一部病棟・診療科においてのみ薬剤師による持参
薬鑑別業務を行っていた。それは、院内での持参薬鑑別における質の不均
一をもたらし、薬剤師による持参薬鑑別作業を行っていない病棟・診療
科においては、医療安全上の危険性が放置されていた。診療報酬上では、
病棟薬剤業務実施加算が新設され、持参薬鑑別業務が病棟配置薬剤師の
業務として明記されたが、当院ではいまだ薬剤師の確保が難しく、全病棟
においてそれらの業務展開を行うことは難しい現状にあった。そこで、早
期に院内の持参薬鑑別業務における不均一を改善し、薬剤師による全入
院患者の持参薬への関与、並びに医療安全上もある程度の質を担保でき
る方法を検討すべく、院内の多職種によるワーキングにおいて話し合い
を行った。ワーキングの中では電子カルテ導入により、各病棟へ配置済み
の医師事務補助者の業務が軽減したこともあり、医師の持参薬指示のた
めの補助との位置付けで、医師事務補助者の協力のもと、持参薬鑑別業務
を行うことが検討された。そして、平成 25 年 4 月より新たな持参薬鑑別
業務として、医師事務補助者、看護師、薬剤師による持参薬鑑別業務を構
築し導入した。その後、構築した方法で発生した問題点について再度検討
を行い、一部運用を改定した方法を平成 25 年 9 月より一部病棟より導入
し、順次他の病棟へ展開したので紹介する。

P4-4-2 当園の「お薬手帳」について

○
も り た む つ こ

森田 睦子、高橋 喜久子
国立療養所東北新生園 薬剤科

【はじめに】当園（ハンセン療養所）は、医師不足、専門医がいないなど
の理由から、他の医療機関で治療（委託治療）を行っている。当時、薬剤
管理指導を行っていた入所者の持参薬を確認していた際、重複投与が判
明、委託治療時にも薬剤科が介入することとなった。また、東日本大震災
を基に、カルテの焼失、流失などの紛失があった場合でも対応できるよう
に、当園独自の「お薬手帳」を作成したことを報告する。【内容】当園は、
保険診療のない国家補償による医療を行っている。委託治療の流れとし
て、医師が依頼、看護師が規定の用紙に記載後、必要各部署に連絡、薬剤
科では「お薬手帳」の作成を行い、委託治療時に付き添い看護師に持たせ、
帰園後、持参薬の確認を行う。「お薬手帳」の特徴としては、ハンセンの
歴史から、入所者は実名、園名の二つの使い分けをしており、委託先では
本名が（表紙）、当園では園名が（中表紙）にわかるように区分けをした。
また従来の必要記載事項の他に当園の薬歴、委託先の薬歴の掲載もでき
るようにした。【結果・考察】委託治療時の「お薬手帳」の持参により、
薬剤の重複投与防止や相互作用の確認ができ、薬剤管理指導もスムーズ
に行え、医療安全にもつながった。また有事の際、カルテ以外でも入所者
の薬歴が把握でき、医薬品の安全・安心な供給と使用のためにも、総合的
な医療情報共有のツールとして今後も活用していきたい。

P4-4-3 内服薬自己管理の統一にむけたフローチャー
トの導入について

○
たがしら ひ さ し

田頭 尚士1、片岡 悦子2、阪本 記美香2、熊 美有紀2、
加藤 安津子2、宇都宮 遼2、石丸 優弥2、河野 悠郁2、
村上 直子3、二五田 基文1

NHO 四国がんセンター 薬剤科1、NHO 四国がんセンター 看護部2、
NHO 四国がんセンター 医療安全管理室3

【はじめに】内服薬の服用間違いは、インシデント報告の中でも上位を占
めており、その予防には、自己管理が可能な患者かどうかのアセスメント
が重要である。しかしながら、これまで当院には統一したアセスメント基
準がなく、その判断に迷うケースもあった。そこで平成 25 年度より、統
一した判断基準を含んだ内服管理のフローチャートを多職種協働で作成
し導入した。今回、その取り組みと効果について報告する。
【方法】フローチャートにはアセスメントの基準として身体的問題、管理
能力の問題、内服薬の種類を項目として規定した。さらに、カンファレン
スの実施時期、自己管理パターンについても規定した。フローチャートの
評価は、スタッフに対するアンケートおよびフローチャートの導入前後
でのインシデントレポートの解析にて行った。
【結果】「フローチャートを導入して良かったか？」の問いに対しては、「は
い」97％、「いいえ」3％であった。内服薬の自己管理に関わるインシデン
トレポートの件数は、フローチャート導入前が 85 件、導入後は 69 件で
あった。インシデントの発生要因としては患者によるものが 86％、看護師
によるものが 14％であった。
【考察】フローチャートの導入は大多数で肯定的な反応であり、内服薬の
自己管理に対するアセスメントの統一およびリスクに対する意識の向上
に有用であったと考えられる。しかしながら、インシデントのなかには理
解力に問題がない患者においても「うっかり」による内服間違いがあり、
これはフローチャートの導入だけでは防ぎ得ないものと思われる。また、
看護師の確認不足によるインシデントも起こっており、統一した確認方
法の確立が今度の課題と考える。

P4-4-4 繰り返し起こる看護師管理薬の与薬エラーの
要因分析

○
おさめ は る み

納 春美1、木下 みどり2、浜崎 眞美3、稲留 朱美1

国立療養所奄美和光園 看護課 病棟1、国立療養所菊池恵楓園2、
鹿児島女子短期大学3

【はじめに】当病棟では長期療養の患者が殆どで、入退院による患者や職
員の入れ替わりが少ないにもかかわらず同じ患者の内服与薬インシデン
トが多かった。何故、与薬エラーが続くのか疑問に思い取り組んだ。【研
究目的】繰り返し起こる与薬エラーの背景要因を明らかにする。【研究方
法】研究期間：平成 25 年 5 月～平成 26 年 2 月、対象：看護師管理薬のイ
ンシデント報告事例 6件。事例に関与した看護師 7名。分析方法：イベン
トレビューアプローチシートを用い半構成的面接法によるインタビュー
調査（録音）を行い、P―mSELL モデルによる分析を行う。関与した看護
師のインタビューから得られた言葉から共通している要因を抽出しカテ
ゴリー化した。【結果・考察】与薬量の間違いや与薬忘れ等の過小投与が
多く、与薬エラーの原因は、「思い込み」「確認間違い」「スタッフ間の連
携・コミュニケーション不足」「複数の薬剤保管場所」が多かった。全ての
事例に共通したことは与薬が他の業務と並行していた。例えば、食事と与
薬が重なっていること、与薬時の周囲の環境や与薬しながら他の業務を
考えている等が要因と考えられる。また、誤薬予防対策として配食を看護
師が行っていたが、与薬と並行した業務を作りエラーを引き起こす要因
となっていた。【結論】当部署で発生している与薬エラーの要因は 1．与薬
が他の業務と並行している 2．職員間のコミュニケーション不足 3．与薬
エラー発生時の分析が不十分で業務を複雑にしている、であった。
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P4-4-5 与薬エラー防止に向けての取り組み―要因分
析と与薬確認方法の実態調査から―

○
しもとちたな あ や こ

下栃棚 綾子、田中 真紀、坂田 奈津美、日ケ久保 世子、
加藤 千鶴

NHO 八戸病院 医療安全管理室

【はじめに】与薬業務には多くの医療従事者が携わっているが看護職のエ
ラーは防護されにくく、与薬過程の中で最もミスの危険が高い事が確認
されている。A病院においても看護職の与薬エラー防止のため、ダブル
チェックで 5R確認、指差呼称を取り入れているが与薬エラーの発生は全
体報告の 22％である。主原因は確認不足が多くその要因として、5R確認
方法が解らない、ダブルチェックの方法が形骸化し正しくチェックでき
ていない。与薬中に割り込み業務が入る等が主にあげられる。今回看護師
の与薬に関するヒヤリハット報告（H25 年度）から要因を分析し与薬時の
確認方法について現状を把握する目的で実態調査を行い、与薬エラーの
低減対策を検討し進めた結果を報告する。【対象及び方法】対象：A病院
看護師 98 名 方法：1与薬に関するヒヤリハット報告の要因を分析
エラー発生に関する 4つの側面（個人特性・業務特性・設備・環境・シ
ステム）とエラーの性質（ヒューマンエラー・違反行為・システムエ
ラー）を分析 2与薬確認方法の実態調査 3要因分析と実態調査からマ
ニュアルと照合し対策を検討【結果と考察】ヒヤリハット分析と実態調査
結果は、個人特性では「正しい 5R確認が出来ていない」ヒューマンエラー
では「確認ミス・思い込み」のミスティクと「無意識に実施」のスリップ
が要因として上げられた。その結果を基にマニュアルを見直して与薬エ
ラー対策を進めた。確認事項が多い看護師の与薬をエラーが発生してい
る結果から、高リスクの与薬過程のエラー低減の為には対策を増やすだ
けでなくマニュアルを遂行できるシステムの構築が必要であると考え
る。

P4-4-6 A病棟における与薬の確認エラーが発生する
段階の調査～インシデントレポートから～

○
に い だ や す こ

新居田 泰子、岡本 明美、山田 千紗子
NHO 兵庫中央病院 看護部

【目的】A病棟における与薬の確認エラーが、医師が指示を出してから患
者が内服を終えるまでの内服与薬プロセスのどの段階で発生している
か、インシデントレポートから追跡調査する。【方法】1．平成 25 年 4
月～9月の期間に、A病棟で発生したインシデントレポートの中から与
薬に関する事例を抽出する。2．内服与薬業務を行う際に、必要とされる
確認を 10 段階としたアルゴリズムを参照し、確認エラーを分類し整理す
る。【結果及び考察】21 件の与薬に対するインシデントの中で、確認エラー
が発生した段階で上位に挙がったのは、「今から実行しようとしている行
動と指示の照合」が 11 件（52.4％）、「実行した行動と指示の照合」が 3
件（14.3％）、「患者が実行した内服行動と指示の照合」が 3件（14.3％）だっ
た。これは、ナースコール対応や他者からの呼びかけ等、内服与薬業務の
一連の流れを中断したことで起こっていることが多かった。そのため業
務改善を図る等、内服与薬業務を中断せずに実施できる方法や環境を整
えることや、中断時には与薬の手順を始めからやり直す必要があると考
える。また、確認エラーが発生した確認段階で下位であったのは「指示と
根拠の照合」、「行動計画と根拠の照合」、「患者の実行する内服行動と指示
の照合」、患者が実行する内服行動と根拠の照合」でそれらは 0件（0％）
であり、指示と根拠の照合が間違っていても直接的にはインシデントに
繋がらないためと考える。【結論】「今から実行しようとしている行動と指
示の照合」の段階での確認エラーが 52.4％と最も多く、実行直前の確認エ
ラーを防ぐことがインシデント防止に繋がる。

P4-4-7 与薬のヒヤリ・ハット減少を目指して～与薬
トレイを使用して～

○
ど い こ う じ

土井 光司、山村 由香、渡邊 仁美、福嶋 文子、平野 美幸
NHO 宮崎病院 重症心身障害児（者）病棟

【はじめに】A病院における与薬に関するヒヤリハット件数は全体の約
25％で、最も多くの割合を占めている。病院全体の取り組みとして、与薬
手順のDVD視聴や与薬準備時の行動チェックを行い、手順遵守の強化を
図ってきた。しかし、B病棟では与薬実施時の投与量・時間の確認不足で
ヒヤリハット件数は減少しなかった。与薬時の確認行動が確実であれば、
準備時の不備に気付き水際防止が可能である。ベッドサイドでの与薬時
の確認行動を振り返る中で、十分なスペースが確保できていないことを
要因の一つとして考えた。今回スペース確保の一手段として与薬トレイ
を使用したことで、その後のヒヤリハット件数が減少したので報告する。
【目的】与薬実施時のヒヤリハット低減を図る【期間】平成 25 年 10 月 1
日～平成 26 年 3 月 31 日【方法】1．与薬トレイ使用によるスペースの確
保で与薬実施時の確認行動の徹底を図る。2．与薬トレイ使用前後の直近
3か月のヒヤリハット件数を比較する。【結果・考察】与薬に関するヒヤリ
ハット件数は、与薬トレイ使用前は 26 件、与薬トレイ使用後は 5件で
あった。与薬の手順として、準備時に 1回分ずつ薬袋から取り出した薬を
一旦クリアケースに入れ、その中の薬を与薬実施時にベッドサイドで処
方箋と照合し確認している。この際、クリアケースから取り出した薬は手
に持ったままで指差し確認が出来ておらず、クリアケースからの取り出
し忘れに気付いていない事例もあった。今回トレイの使用により、クリア
ケース内の薬をトレイ上に出し、処方箋に沿って指差呼称ができ、与薬後
も空ヒートや薬包を処方箋で確認し署名するという手順に沿った確認行
動に繋がった。

P4-5-1 医療機器に対する専門的知識に基づいた医療
機器管理への取り組み

○
き く ち は る え

菊地 春恵1、渡邉 繁1,2

NHO いわき病院 医療安全管理室1、NHO 福島病院 臨床工学技士室2

【はじめに】A病院は主に神経難病疾患患者と重症心身障がい児（者）を
対象に、人工呼吸器が常時 20 台以上稼働している。また、輸液ポンプな
どの医療機器も常に使用されている。しかし、常勤の臨床工学技士が不在
で、器械の取り扱いについては看護師のみで管理されており、医療機器の
専門的知識に基づいた教育や機器の管理がされていなかった。今回、同県
のNHO病院より臨床工学技士の来院を定期的に受けられることとなり、
医療機器の使用状況のチェックとスタッフへの教育を実施することで、
適切な機器管理に取り組んだので経過を報告する。【方法】平成 25 年 12
月以降、臨床工学技士が来院。来院開始当初、人工呼吸器に関連するイン
シデント事例について分析を行った。平成 26 年 1 月からは月 1回来院
し、人工呼吸器使用状況の点検と、医療スタッフに対して医療機器に関す
る研修会を実施した。【結果及び考察】人工呼吸器使用状況についてのA
病院での問題点が、臨床工学技士の専門的見地から提起され、提案された
改善策を実施することでインシデント事例の減少につながった。しかし、
今回の取り組みでは、臨床工学技士が関われる時間が短く、継続的な機器
管理を実施するまでには至らなかった。【結論】臨床工学技士が病棟での
医療機器の使用状況を点検し、専門的知識を基にした提案を行うことは、
安全な医療を提供する上で有効である。
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P4-5-2 当院の条件付きMRI 対応ペースメーカーにお
ける運用方法の報告

○
むかい ともゆき

迎 知将、松山 智志、菊地 恵介、舩山 恭祐、坂 名美子
NHO 北海道がんセンター 放射線部

【背景目的】従来、ペースメーカ患者はMRI 検査は禁忌とされていたが
2012 年 10 月に条件付きでMRI 検査を受けることができるペースメー
カーが販売された。検査の際には撮像条件などの実施条件を厳格に遵守
することが求められるため全ての担当者が実施条件を統一することが重
要である。また安全な運用には医師、看護師、臨床工学技士などの多職種
の連携が必要不可欠であるがそのためには役割分担と運用手順を明確化
し不測の事態にも即座に対応できる院内体制を構築する必要がある。当
院でも条件付きMRI 対応ペースメーカー患者を撮影する際の運用方法
を構築し、検査を実施したので報告する。【方法】マニュアルを作成しシ
ミュレーションを行った。【結果】運用方法マニュアルを作成したおかげ
で自分たちの役割が明確に把握できた。またマニュアルには検査の流れ、
他職種の役割が記されていたため他職種とのスムーズな連携がとれ検査
も安全に実施できた。【結語】現在、当院では条件付きMRI 対応ペース
メーカー患者を撮影する機会は少ない。担当者によっては不慣れな中で
の運用となることがあるかもしれないため定期的なトレーニングが必要
である。今後もより良い安全な検査を行うためマニュアルの改正を行い
他職種と協力して医療安全に努めていきたい。

P4-5-3 人工呼吸器安全使用のための教育と評価～人
工呼吸器チェックリストの活用～

○
ながほら ち ず こ

長洞 千鶴子
NHO 盛岡病院 医療安全管理室

【はじめに】人工呼吸器は生命維持に直結しており、管理の不備や対応の
遅れは大きな事故につながる危険性が高い。当院では昨年、人工呼吸器管
理に関わる知識不足・対応の遅れによるレベル 3bの事例が発生した。こ
れまで安全使用のための研修は、配置換えや採用時など機会毎に個別・
病棟単位で行ってきたが、理解度の確認には至っていなかった。今回現状
把握と教育、その評価を行った。課題が明らかになったので報告する。
【対象・方法】現状把握は、厚生労働省の「人工呼吸器安全使用のための
チェックリスト」を用い 10 月に全病棟看護師 77 名に行った。次にチェッ
クリストの項目の解説資料を作成し医療安全推進担当者部会で勉強会を
行った。その後各自病棟に持ち帰り伝達した。並行して“人工呼吸器のマ
ニュアル”の回覧を記名式で行った。翌年 3月に再度 75 名に自己評価を
行った。病棟異動者を除いた 67 名のデーターから研修効果を検討した。
【結果】前後で比較すると「確実に知っている（できる）」の総数の平均は
67％から 76％に増加した。中でも評価の低かった「アラーム管理」に関
する項目では 41.5％から 59.4％に増加した。【考察】今回共通のツールを
用いて現状把握をし、各部署の医療安全推進担当者がスタッフ教育に当
たったことが、個々の学習意欲向上につながり効果が上がった要因と考
える。また、低い結果を示した「アラーム管理」については場面を想定し
た実際的な研修が必要である。

P4-5-4 停電を伴う自家用電気工作物の年次点検の作
業工程

○
まつばやし けいいち

松林 啓一
NHO 高松医療センター 事務部 企画課

医療施設において電力の安定供給は必須です。特に当院には 80 台を超え
る人工呼吸器が稼働しています。落雷の影響により四国電力の電力供給
が停止したにもかかわらず一時的に自家発電装置が稼働しなかったとい
う苦い過去があります。今回の自家用電気工作物の年次点検は、そういっ
た事が起こらないようにするための、法定点検です。この点検を実施する
ためには、四国電力から院内に供給されている 6600 ボルトの高圧電力を
一時遮断する必要があります。この間に電気室の高圧受電設備及び非常
用発電機の点検をおこなうわけです。今回は非常用発電機の点検も同時
におこないますので、電源車からの供給となります。また一般電源の一部
については保安協会が小型発電機を接続し電力を確保し、そのほか病棟
の薬品保冷庫、患者用冷蔵庫等については事務職員が電源を確保しまし
た。当日は、午前 9時 30 分非常用電灯への電力供給を外部電力から電源
車へ切替えました。続いて午前 9時 50 分非常用動力を切替えました。非
常用回路に正常に電力が供給されていることを確認してから、最後に四
国電力側を遮断します。今回も昨年同様無事に切替えをおこなうことが
できました。保安協会の方々が迅速に受電設備の点検をおこなっていき
ます。非常用発電機も正常に起動し、送電切替え装置も正常に作動するこ
とが確認されました。点検が完了の報告を受けた後まず一般電源の復旧
をおこない、引き続き非常用電灯と非常用動力の電源の切り替えが行わ
れました。病棟からの異常なしの報告を受け、予定どおり午後 2 : 00 を
もって今年の自家用電気工作物の年次点検作業は無事終了いたしまし
た。

P4-5-5 酸素流量計中央管理への取り組み

○
か つ き なりゆき

勝木 成将、末松 厚子、古川 正幸、藤 也寸志
NHO 九州がんセンター 臨床工学室�医療安全管理室

医療現場では、酸素吸入療法が日々行われている。当院では、使用される
酸素流量計（以下流量計）は各部署で管理され、不具合が生じた場合にの
み臨床工学室へ修理依頼される状況であった。2013 年 7 月ダイヤル式流
量計の作動が悪く、臨床工学室で点検した結果、内部腐食に伴い白い粉
（最終的にはケイ素粉末）が発生していたことが判明し、各部署へ保管状
況の確認を行ったところ様々な問題点が浮き彫りとなった。管理方法を
見直し、臨床工学技士による中央管理への移行を目指し体制を整備した
ので報告する。
（1）問題点の抽出：保管状況を確認した結果、各部署の裁量により管理さ
れ、定期点検が不十分で清掃・点検・校正などは実施されておらず、破損
に気づかずそのまま使用している現状であった。保管方法も全く統一さ
れていなかった。当院採用のダイヤル式流量計についての耐用年数に関
する認識が乏しく、耐用年数を超過した流量計が多数存在していた。（2）
流量計総点検の実施：院内全ての流量計を点検した結果、使用に問題が
無い流量計は 66 本、耐用年数超過や問題があった流量計は 94 本であっ
た。（3）暫定的中央保管の実施：使用に不適切な流量計が多くを占めたこ
とから、使用可能な 66 本を暫定的に病院全体でシェアするため中央保管
を開始した。（4）中央管理体制の整備：全ての流量計をナンバリングした
後、収納場所を特定し 24 時間借用可能とした。各流量計は 1カ月毎の定
期点検を実施し、看護師では気づかない不具合やパーツ接続部リングの
交換が意図的に実施できる体制となった。
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P4-5-6 人工呼吸器アラーム音に対する集中力の検
証―安全な人工呼吸器管理をする為の病棟環
境―

○
お し の ゆ か り

押野 友加里、菅原 貴恵、佐藤 育子
NHO 仙台西多賀病院 看護部

【はじめに】A病棟は神経内科病棟で、39 名中 31 名の患者が人工呼吸器
を使用している。 看護師は日常業務の中で人工呼吸器アラーム音（以下、
アラーム音）に注意を傾けて意識しても気づけない現状がある。【目的】
アラーム音を意識した場合と意識しない場合で聞こえ方に差があるか
を、病室・病床別に人間の聴覚で実験調査する。【方法】アラーム音を鳴
らす病室と隣り合う 3病室を決め、A病棟看護師 20 名を対象にアラーム
音を意識した場合と意識しない場合を調査する。意識しない場合とは、軽
作業に集中している状態を言う。【結果】アラーム音を意識した場合とし
ない場合では、意識しない場合の方がアラーム音を鳴らす病室から離れ
るに従いアラーム音に気づく迄の時間は長くなった。また、意識の有無に
関係なく廊下側より窓側の方が気づく迄に時間を要した。生活音の最小
値が高い病室では、アラーム音を鳴らす病室から一番離れた病室よりア
ラーム音が聞こえにくい所もあった。【考察】アラーム音を意識しない場
合、アラーム音が聞こえる迄に時間を要した。処置やケアはリスクを伴う
ものが多く、注意を集中する能力（注意の範囲を狭くし、一転に注意を集
める能力）が発揮される場面が多く、アラーム音に気付くのが遅れてしま
うと考えられる。また、アラーム音が聞こえる迄の時間がかる背景には、
病室の生活音も関わっていると考えられた。【結論】アラーム音を鳴らす
病室から離れるほどアラーム音が聞こえる迄の時間が延び、窓側よりも
廊下側の方が聞こえてくる迄の時間が短い。また、アラーム音を意識しな
い場合や生活音が大きいほどアラーム音に気づくのが遅れる。

P4-5-7 人工呼吸器を長期間装着している易骨折性患
者の体動時のケアの留意点を明らかにする
～2例の上腕骨骨折事例を振り返って～

○
し な だ は づ き

品田 葉月、中野 明美、村田 麻衣、駒沢 香代子、中村 あい、
片山 恭子、宮原 規子、中島 孝

NHO 新潟病院 筋ジストロフィー病棟

【はじめに】N筋ジストロフィー（以下筋ジスと略す）病棟患者の 1�4
は人工呼吸器を装着し言語的コミュニケーション困難かつ長期臥床状態
で、約 2時間毎に体位変換を行っている。長期臥床患者は活動量の減少、
骨粗鬆症のハイリスク状態で、特に筋ジス患者は筋萎縮による軟部組織
の菲薄化等で骨折しやすい状態である。今回、体動時のケアが要因と考え
られる上腕骨骨折 2事例を経験し、体動時のケアの留意点と対策を検討
したので報告する。【目的】2事例を振り返り、体動時のケアの留意点と対
策を明らかにする。【方法】1）ImSAFERで要因分析を行い、体動時のケ
アの留意点と対策をあげる。2）体位変換の方法を理学療法士と検証する。
3）骨密度を計測する。【対象】A氏：DMD 17 歳男性 ADL全介助 気
管切開 呼吸器装着 JCS3�300 B 氏：SCD 71 歳女性 ADL全介助
気管切開 呼吸器装着 JCS3�200～300【結果】1）骨折リスクが十分評価
されていない。個別性を考慮せず標準的な方法で体位変換を行っていた。
留意点は体位変換時の方法（角度、速度、順番）を個別評価することであ
り、対策は骨折リスクを評価し関節可動域や骨密度を踏まえた個別的な
方法で体位変換を行う、個々の体位変換の方法を決め、療養介助員を含む
医療者や家族に周知する。2）理学療法士と連携し、個別的で具体的な体
動方法を検討する。3）易骨折性患者の骨密度を数値化し、骨折リスクを
評価していく。【結論】人工呼吸器装着・言語的コミュニケーション困
難・長期臥床状態・身体の変形や拘縮がある易骨折性患者の体動は、骨
折リスクを評価し関節可動域や骨密度を踏まえた個別的かつ詳細な方法
で行う事が必要である。

P4-6-1 インシデントレベル0の報告件数向上に向け
て

○
な ら あ や の

奈良 綾乃、佐藤 靜子、高橋 睦、小野寺 淑子、佐藤 みき
NHO 岩手病院 看護課

【はじめに】当院ではCLIP インシデント報告分析支援システム（以下「シ
ステム」という）を導入している。H24 年度のレベル 0の報告件数は、病
院全体で 83 件に対し、当病棟の報告件数は 3件であった。日常業務内で
は、ほとんどのスタッフがレベル 0の事例を体験しているが、口答報告で
済ますため、情報が途絶え同じような事例が繰り返し発生している。そこ
で、情報共有と振返りができるようシステム活用によるレベル 0の報告
件数向上に取り組んだので報告する。【研究期間】平成 25 年 4 月～9月
（前期：4月～6月、後期：7月～9月での比較）【方法】1．システムを活用
してのレベル 0報告件数の調査（看護師 18 名）2．スタッフのインシデン
ト報告に関する意識調査を実施【結果】1．レベル 0の報告件数が前期 6
件から後期 17 件、49％上昇した。2．意識調査では、システムによるイン
シデント報告をしたことがないスタッフは前期 68％おり、「入力方法が
分からない」「入力をすることを知らなかった」「入力する必要がないと
思った」等の理由があげられた。そこで、KYTの勉強会・パソコン入力
手順の見直し・入力方法の勉強会・インシデントの内容の周知とカン
ファレンスの強化を実施した所、インシデント報告をしたことがないス
タッフは、後期 9％に減少した。【まとめ】KYTの勉強会・CLIP 入力方
法の勉強会を継続し、インシデント内容の情報共有・繰り返し発生して
いるレベル 0の防止策がスタッフの意識向上に繋がり、システム活用に
よるレベル 0の報告件数が増えたものと思われる。

P4-6-2 インシデント累積件数と有傷事象発生率の関
係を検証して

○
みやもと せつ

宮本 節
NHO 神奈川病院 医療安全管理室

インシデント報告件数統計結果では報告件数は少ないが、発生時には影
響レベル 3a の有傷事象で報告される事例が多い。そこで、インシデント
報告件数と有傷事象の関係性を検証することで、影響レベル 0段階で未
然防止対策の検討の必要性をデーター上で示せると考えた。目的：イン
シデント累積件数と有傷事象発生率の関係を検証し、医療安全推進担当
者との連携に活かす方法：看護部の部署別に 1．インシデント累積件数と
有傷事象発生率を分布図に示す。2．影響レベル 0を除いたインシデント
累積件数と有傷事象発生率を分布図に示す。3．部署別にインシデント内
容の傾向を示す結果：病棟のインシデント累積件数の平均値は 128 件
で、有傷事象発生率の平均値は 7.4 であった。8部署中 4部署は有傷事象
発生率が平均以上のエリアに入っており、インシデント累積件数は平均
値以下であった。有傷事象発生率が平均以下でインシデント累積件数が
平均以上となっている部署は 3部署であった。影響レベル 0の件数を除
いたインシデント累積件数と有傷事象発生率の関係をみると、インシデ
ント累積件数と有傷事象発生率ともに平均値以下となった部署は 1部署
のみだった。まとめ：インシデント累積件数と有傷事象発生率の関係か
ら、影響レベル 0の報告が適切にできていない。特に、療養の世話、転倒
転落に関しては有傷事象となりやすい。影響レベル 0の報告件数を上げ
るだけではなく、内容によっては適切に防止対策が検討され、その対策が
確実に実施されるように医療安全推進担当者と連携を図る。
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P4-6-3 インシデント報告の推移からみたKYTの効果

○
い わ た み き

岩田 美紀
NHO 山形病院 医療安全管理室

【はじめに】当院では、平成 23 年に看護部がKYTを実施、翌年からは薬
剤科、放射線科など 6部門においても実施され、KYT導入から 3年が経
過した。そこで、導入前後 4年間のインシデント報告を分析し、KYT
の効果について検証した。【方法】平成 22 年度から平成 25 年度のインシ
デント報告の比較・分析【結果】1．KYTは、平成 23 年度看護部 8件、
平成 24 年度看護部 95 件、看護部以外 6件、平成 25 年度看護部 84 件、看
護部以外 12 件実施していた。2．看護部に加え 6部門のKYTを開始した
平成 24 年度は、約 3000 件の報告数があり、薬剤科が約 8倍、リハ科が約
4倍、栄養科が約 1.7 倍、検査科では 4件から 252 件へと大幅に報告数が
増加していた。3．KYT実施前後比較では、インシデント報告総数が約 1.5
倍の増加、レベル 0報告数は約 2倍増加していた。【考察】部署全体で
KYTに取り組むことによって、部署内の危険場面に関する意見交換がで
き、スタッフひとりひとりが危険予知の必要性について理解できたと考
えられる。また、院内発表では、所属部署以外のスタッフと意見交換が行
われ、自部署のKYTの振り返りが行われていた。インシデント報告数に
変化をもたらしたことは、日々の実践場面に潜む危険を予知することの
大切さの理解によるものであり、KYTの効果と考える。KYT導入後、ほ
ぼ全ての部門において報告件数が増加していたが、インシデント報告総
数のうち看護部が占める割合には大きな変化はなかった。看護部以外の
部門からの報告件数増加に向け、KYTを継続させていく必要がある。

P4-6-4 当院における過去10年間のインシデントの
解析

○
にし は る よ

西 治世1、湯浅 充信1、櫻井 賀奈恵1、山本 初実2、霜坂 辰一1、
北村 政美1

NHO 三重中央医療センター 医療安全管理室1、
NHO 三重中央医療センター 臨床研究部2

【はじめに】当院では平成 14 年 4 月の医療安全管理室の発足と同時に、専
任のリスクマネージャーが 1名配置された。平成 15 年にはインシデント
レポートシステムを導入し、インシデント分析の結果を基に様々な医療
安全対策に取り組んできた。今回これまで蓄積されたデーターを基に、当
院におけるインシデント事例の傾向および変遷について分析したので報
告する。【方法】2006 年度より 2013 年 5 月までに医療安全管理室に報告さ
れた 22717 件のインシデント事例を項目別に分類し、インシデントの頻
度等について評価した。また、過去 10 年間の医療安全に対する取組とこ
の分析結果を対比評価した。【結果】当院のこれまでのインシデント事例
の内訳は、与薬（注射・点滴）18.4％、転倒・転落 16.7％、ドレーン・チュー
ブ類 16.5％、与薬（内服・外用）10.2％であった。これを年度別・項目別
にみると、2006 年度に 20.7％であった転倒転落事例は、2013 年度 15.4％
と統計学的に有意に減少していた。逆に 2006 年度 12.8％であったドレー
ン・チューブ類の使用に関する事例は、2013 年度 17.7％と有意に増加し
ていた。【考察】転倒転落事例の減少は、アセスメントシートの改正や病
棟ラウンドの実施等の取り組みが功を奏したと思われた。ドレーン・
チューブ類に関する取り組みは今後の課題である。【まとめ】今回過去 10
年間の事例報告を解析することによって、当院の傾向、変遷を知ることが
できた。今後、経験年数、心理状態、環境といった当事者属性に関する項
目等も含めて分析を行うことにより、医療安全対策のさらなる向上に努
めたい。

P4-6-5 A病院における内服関連のインシデント分析

○
さ と う せ い こ

佐藤 聖子、遠藤 優希、高野 幸江、吉村 佳也子、佐藤 裕美
NHO 大分医療センター 3階病棟

【目的】A病院（2次救急病院）における内服関連のインシデントを分析
し、問題点を明らかにする。【方法】1．対象：平成 24 年 12 月～平成 25
年 7 月に報告された内服関連のインシデント 65 件。2．方法：A病院規定
のインシデントを各項目で単純集計した。具体的内容は、川村1）の「内服
与薬の特有な 5つの混乱要因」に従い分類した。3．倫理的配慮：匿名性
の厳守及び研究目的以外でデータを使用せず、研究終了後は全てのデー
タを廃棄した。所属施設の倫理委員会で承認を得た。【結果】1．管理方法
は看護師管理 50 件、患者管理 14 件、その他 1件。2．発生要因は確認の
怠り 55 件、ルール不備 4件、連携不足・患者への説明不足・知識不足・
教育や訓練が各 1件。3．5 つの混乱要因の分類では、「投与時間、時刻、
回数、量の異なる複数の薬剤の存在による混乱」が 29 件。【考察】発生要
因では、当事者の個人的要因である思い込み、確認・知識・観察不足、勘
違いが関連していると考える。A病院では複数の合併症を持つ入院患者
が多いため、内服薬は多種多様であり混乱を来し易い状況にあると推察
する。また、患者の状態が変化しやすく、薬の用法、用量、投与日などの
指示が複雑となり与薬業務が煩雑になる。加えて、各病棟で与薬方法や保
管場所が異なり混乱を生じやすい。今後は、インシデントが生じるプロセ
スを調査し、看護業務の改善を検討する必要がある。【結論】発生要因で
は、当事者の個人的要因である思い込み、確認・知識・観察不足、勘違い
が関与する傾向にあった。混乱要因では「投与時間、時刻、回数、量の異
なる複数の薬剤の存在による混乱」が最大の原因である。

P4-6-6 人工呼吸器に関連したインシデント研究

○
みつはし ひ さ こ

三橋 寿子1、大江田 知子1、安田 聖一2、岡野 安太朗3、
先田 久志4、笠井 健一5、中岡 大昂5、廣田 嘉彦6、田中 誠7、
平良 太8、坪田 佳代子2

NHO 宇多野病院 医療安全管理室1、国立精神・神経医療研究センター2、
NHO 医王病院3、NHO 奈良医療センター4、NHO 大牟田病院5、
NHO 熊本再春荘病院6、NHO 南九州病院7、NHO 沖縄病院8

【目的】日常管理上起きる種々の人工呼吸器関連インシデントを多施設か
ら集計し解析することで、どのような要因が最も関連しているかについ
て検討する。【対象】参加 7施設において過去 3年の間に提出された人工
呼吸器管理に関連した IDレポートを対象とした。【方法】IDレポート集
積用データベースを作成した。背景因子として回路の種類、加温加湿方
法、使用時間、デバイスの種類、発生タイミング、発見機転などの情報を
データベース化した。IDと背景因子との関連を単変量解析・多変量解析
を用いて解析した。【結果】対象の ID事例は 637 件であった。ID発生の
タイミングで最も多いのは、医療従事者の介入後であった。IDの発見機
転は目視によるものが最も多く、次いで人工呼吸器のアラームによるも
のであった。IDの内訳では回路に関するものが最も多かった。回路 ID
の中で「はずれ」と「破損」に注目し、回路 IDに関連する因子を求めた
結果、「はずれ」に有意に関連した因子は、ポータブルベンチレータ使用
（p＝0.047）および加温加湿器不使用（p＜0.001）と判明した。また、「破
損」と関連した因子は、加温加湿器使用（p＝0.002）および年齢（p＝0.073）
であった。【考察】呼吸器関連 IDの発生タイミングは、患者の移動をはじ
めとした医療従事者介入後に起こったものが多いことが明らかとなっ
た。患者移動、体位変換、更衣等の患者介入を行ったのち、慎重に点検す
ることの重要性が改めて示された。また、IDの発見は目視で行われたも
のが、人工呼吸器アラームで発見されたものよりはるかに多く、人工呼吸
器 ID発見においてはアラームに頼らずに目視確認を怠らないことが事
故防止に極めて重要であることが裏付けられた。
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P4-6-7 インシデント再発防止に向けた取り組み
～RCAを用いて～

○
て し ま ま み

手島 真美、市川 智里、内山 由美子
国立がん研究センター東病院 看護部 通院治療センター

【背景と目的】
当院の外来化学療法室では、看護師が携帯型ディスポーザブル注入ポン
プのルートに薬液を充填する作業を行っている。2013 年 7 月から 10 月の
4カ月間に充填作業に関するインシデント報告が 5例あった。適切な充填
作業が実施されないと、抗がん剤流出による曝露の危険性や再調製によ
る経営的負担が付加される。そのため、本研究の目的はこの事象の原因を
明らかにし、再発防止に努めることである。
【研究方法】
1．研究対象：関東近郊の中規模がん専門病院の外来化学療法室に勤務
し、本研究の趣旨・方法を説明し研究の同意を得た看護師 18 名 2．研究方
法：2013 年 7 月から 10 月の充填作業に関するインシデント報告 5例に
対し、RCAの手法を用いて実践する（RCAとは、発生した事例を分析す
ることによって根本原因を明らかにし、対策を立案・実施することで再
発を防止する方法である）3．評価方法：RCA実践後の 2013 年 12 月から
2014 年 3 月の充填作業に関するインシデント報告の件数
【倫理的配慮】
本研究は、施設長の許可を得て、対象者より研究ならびに発表の承諾を得
て実施した。
【結果】
インシデントの根本原因は、5例とも同一であった。1．充填作業の方法が
統一されていない 2．集中できない作業環境であることが明確となった。
その後、充填作業の手順を再確認・周知徹底、集中しやすい作業環境の整
備を行った結果、充填作業に関するインシデント報告はゼロとなった。
【考察】
根本原因より、ヒューマンエラーが起きやすい環境であることが明らか
となった。RCAを用いて、検討を重ねた結果、スタッフの事故防止に対
する意識が高まり、再発防止につながったと考える。

P4-7-1 電子カルテ導入に伴うインシデント報告の傾
向と今後の課題

○
くまがい え つ こ

熊谷 悦子
NHO 帯広病院 医療安全管理室

【はじめに】平成 25 年 6 月より、オーダリングシステムと電子カルテが導
入された。インシデント報告方法が完全ペーパレス化され、オーダリング
用 PCから随時入力しタイムリーに報告が出来るようになった。オーダリ
ング・電子カルテ稼働で、紙媒体での運用から電子カルテになり、システ
ムが変わることで、どのようなインシデントの発生があるのかをまとめ
たので報告する。【方法】平成 24 年 6 月から 25 年 4 月までのインシデン
ト報告内容から分析する。【結果】1．オーダリングと電子カルテ導入され、
慣れない時期はオーダー・指示コメント・追加指示の見落とし、認証忘
れ・間違い、検体ラベル発行間違いなどがあった。2．血液製剤の確認方
法や入力間違いのインシデント報告が続いていたが、電子カルテに慣れ
ることで報告が減少した。3．注射・検査時の患者認証に時、PDA画面表
示内容を理解していないことによる実施間違いの報告もあったが、理解
し慣れることで減少した。【考察】オーダリング・電子カルテに関しての
インシデント報告は、慣れることにより減った。注射・検査等はバーコー
ド認証が不可欠となり、直前での誤認は防ぐことができるようになった
が、リストバンドや注射ラベル、外来の基本票などを間違えて別患者に渡
すなど、正しい方法を行わなければ認証しても間違いが発生する。患者誤
認は大きな事故に繋がる可能性が高いことから、患者認証方法を正しく
行うことで患者誤認を減らすことが出来ると考える。

P4-7-2 ヒヤリ・ハット報告の類似例減少への取り組
み―与薬のエラーマップ活用の効果―

○
ひ ら お

平尾 ゆか、谷内 英子、水木 真菜美、増田 志伸、上見 夏芽
NHO 富山病院 花園病棟（前山彦病棟）

【はじめに】当病棟のヒヤリ・ハット報告は与薬に関するものが全体の
40％以上を占めている。事例検討を繰り返すが類似事例は減少しなかっ
た。そこで、与薬エラーマップ（以下マップ）を活用した取り組みにより、
類似事例の減少に効果があったので報告する。【研究方法】1．平成 24
年度の与薬に関するヒヤリ・ハット報告書（271 枚）をマップ（業務プロ
セス 6項目、エラー内容 5項）を用い分析し、共通する問題と対策を検討
2．平成 25 年 4 月～9月の期間の与薬に関するヒヤリ・ハット事例に対し
てマップの分析結果を踏まえた対策を実施 3．対策前後の与薬エラーの
特徴を比較【結果及び考察】対策実施前の与薬エラーの特徴は、貼り薬・
吸入薬・水剤・下剤・坐薬の与薬忘れ、重複投与、中止すべき薬の投与が
多いことであり、発生要因は、情報伝達の混乱、与薬準備・実施中の作業
中断と不確実な業務連携、不確実な作業区分と作業空間、時間の切迫、エ
ラーを誘発する処方のバリエーションであった。マップを用いて分析す
ることで、共通した発生要因が明らかになり、その要因に対し共通した対
策を考えることができた。対策実施後は、3つのエラー（与薬忘れ、重複
投与、中止すべき薬剤の与薬）に対して、発生要因を考慮した新たな対策
（情報伝達のルール化、指示記載の統一化、確認のルール化、患者情報の
共有化、業務分担の見直し、作業場所の変更、補完できる労働体制）を立
案し、実施した。類似した、与薬忘れ、重複投与、中止すべき薬剤の与薬
の 3つのエラーは、すべて減少し、62％から 33％となった。【結語】マッ
プを用いて発生要因を踏まえ、類似事例に共通した対策の立案、実施は効
果があったと考える。

P4-7-3 ICUにおける自己抜去ゼロに向けた取り組
み―せん妄状態にある患者に焦点を当て―

○
みずなか か な

水中 可奈、宇山 晶子、秋田 馨、西田 香織、中原 博美
NHO 東京病院 看護部 ICU病棟

【はじめに】平成 24 年度の自己抜去患者は 22 名であり、その多数はせん
妄状態にあった。そこで、平成 25 年度はせん妄状態に着目し、自己抜去
ゼロを目指す取り組みを実施した。その結果と今後の課題を報告する。
【方法】第 1に、せん妄状態の評価に Intensive Care Delirium Screening
Checklist（ICDSC）を導入した。ICDSCは、意識レベルの変化等、全 8
項目からなり、ICU入室後 8時間の情報を基に評価する指標である。各項
目において、兆候ありを 1、なしを 0と得点化し、4点以上がせん妄と評
価される。第 2に、ICDSC得点を基に身体拘束の開始と解除を判断した。
第 3に、ICDSC得点が 4点未満であり、せん妄と評価されなかった患者
においても、各勤務帯の得点変化に着目し、せん妄予防ケアを実施した。
【結果】平成 25 年度の自己抜去患者は 8名であり、このうち ICDSCによ
りせん妄と評価された患者は 2名であった。残る 6名は、入室後 8時間以
内のため ICDSCによる評価ができていない患者であった。また、鎮静薬
使用の患者が 5名、無使用の患者が 3名であった。【考察】平成 25 年度の
自己抜去患者は、8名であった。これは、平成 24 年度の 36％であり、そ
の数は減少した。しかし、自己抜去患者 8名のうち 6名は、入室後 8時間
以内のため ICDSCによる評価ができていない術後患者であった。これ
は、患者入室時に覚醒状態等から、自己抜去のリスクを検討する必要性が
あることを示す。また、鎮静薬使用の患者が 5名であり、鎮静薬が効果的
に使用できていない可能性がある。これらより、自己抜去ゼロに向け、次
の 2点の課題が明らかになった。それは、患者入室時の自己抜去リスクカ
ンファレンスの徹底と、鎮静薬使用に関する知識の向上である。
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P4-7-4 当院における患者誤認防止対策

○
ま つ だ り え

松田 理恵、澄井 俊彦
NHO 小倉医療センター 医療安全管理室

当院では「安全を守るための宣言とご協力のお願い」というポスターの掲
示を行い、患者に氏名を名乗ってもらい患者確認をするというルールを
決め、それに基づいて職員教育を行っている。平成 25 年度の患者誤認に
関するインシデント・アクシデント報告の分析を行った結果 43 件の報
告があり、患者影響レベル別ではレベル 0が 25 件、レベル 1が 15 件、レ
ベル 2が 3件であった。また、プロセス別では、オーダー発生時から実
施・記録まで全てのプロセスで発生し、実施段階での発生は 21 件であっ
た。月別の比較では 10 月と 11 月で全体の 37％を占めていた。原因とし
てはルール違反が 58％を占めており、報告者は看護師が 63％であった。
そこで、11 月の医療安全管理委員会や看護師長会議等を通し、患者誤認報
告の実例を提示し、医師にはオーダー入力時の「カナ検索」禁止、看護師
に対しては院内ルールを徹底し患者確認を行うよう注意喚起を行った。
患者に直接行為を実施する場面が多い看護師に対しては、各看護単位で
患者誤認防止に対する標語の作成、看護師全員に「患者確認」に関する
DVDの視聴をしてもらう等、まず意識の向上を図った。その結果、8月か
ら 11 月の報告件数 23 件に対し、12 月から 3月は 10 件と減少した。その
要因の一つとして、看護師の患者確認行動の変化があったと考えアン
ケートを実施した。その結果、DVD視聴後に確認行動の変化があったと
回答した者は 82.7％であった。患者確認は医療事故防止として最も重要
で且つ、日常業務では最も頻回に行う行為である。今後も患者確認行動を
意識させる教育と指導が繰り返し必要であると考える。

P4-7-5 肺塞栓防止のための医療情報の活用

○
なめかわ たかし

滑川 隆、尾上 紀子、島村 弘宗、牧野 浩充、大平 里佳、
高橋 修二、後藤 興治、鈴木 信子、武田 和憲、斎藤 泰紀

NHO 仙台医療センター 肺塞栓防止WG

【はじめに】
当院では，入院時の深部静脈血栓（DVT）�肺塞栓（PE）リスク評価アセ
スメントを電子カルテ上で標準化し，リスクスコアに対応した対策を推
奨している．今回，1．電子カルテデータベース（DWH）よりDVT�PE
リスク評価 3点以上（下肢の弾性ストッキング・間歇的空気圧迫法の推
奨）の患者に対する肺塞栓防止対策実施状況．2．DVT発生患者における
DVT発生への影響因子を検討したので報告する．
【対象および方法】
1．2013 年 1 月 1 日から 12 月 31 日の入院患者（非手術）を対象にDWH
からリスクスコア・対策実施に関するデータを抽出しExcel にて集計し
た．
2．2013 年 10 月から 11 月の入院患者を対象に，DVT発生の有無と発生に
関係する要因である，年令，BMI，悪性腫瘍の有無，安静度，喫煙歴，対
策実施状況等についてDWHより抽出したデータを多重ロジスティック
回帰分析により解析した．
【結果】
1．肺塞栓防止対策実施率は 71％であった．
2．70 歳以上でDVT発生率が有意に高かった．（p＜0.01）
【考察】
対策実施率の値は，アセスメント通りの対策が行われていないこと，対策
実施データの未入力などが問題と考えられ，今後の実施率の向上が課題
と考えられた．DVT発生に関係する要因のうち，70 歳以上が有意に関連
しており，当院のように術後抗凝固療法やDダイマー測定による予防的
対応が普及している状況では，年令要因が危険因子として重要と考えら
れた．
【まとめ】
様々な対策を講じている状況で必要な対策がどの程度行われているか，
現状を把握する意義は高い．また，DVT発生の高リスクとなっている要
因は施設の対策実施状況によっても異なるため，データを解析すること
により現状を分析することが重要である．

P4-7-6 術後患者のインシデントから見える看護師の
アセスメント視点

○
か つ べ け ん た

勝部 健太
NHO 浜田医療センター 3階南病棟

【目的】インシデントの分析と年数別による看護師のアセスメント視点に
関するアンケートにより、術後患者の安全管理の方法を明らかにする。
【方法】24 年度のインシデントについて患者の状態をとらえ、インシデン
トの要因を明らかにするために先行研究を基に要因を 12 項目に選別し
インシデントレポートの分析を行った。当病棟看護師に対し 1．年数 2．
術前患者の危険防止・環境調整についてのカンファレンス時期と内容 3．
カンファレンス内容の記録と計画への反映 4．転倒・転落やルート自己抜
去が予測される患者 5．当病棟の転倒転落アセスメントシート、チューブ
管理アセスメントシートの評価時期についてアンケートを行った。【結
果】インシデントの件数は、70 歳以上が 84％と高値であった。A病棟で
は 21 時から 24 時までのインシデントが最も多かったが、どの時間帯で
もインシデントは発生していた。認知症の有無にかかわらず、危険行動を
とる可能性が示唆された。アンケートでは、1～3年目では規定の時期にの
み評価を行うという結果であったが 4年目以上ではそれに加え、危険を
察知した時などに適宜評価を行い、カンファレンスを開催し対応してい
た。【考察】1．さまざまな要因がインシデントを引き起こしているので高
齢や認知症であることにとらわれず、患者状態を正しくアセスメントし
対応していく必要がある。2．夜間はインシデントの危険が高まるが、夜
間だけでなくインシデントの危険は常にあることを念頭置き対応してい
く必要がある。3．経験年数別でアセスメント視点が異なるため、経験豊
富な看護師の実践知を知り磨いていくことはインシデントの予見に対し
有効である。

P4-7-7 輸液・シリンジポンプ関連インシデント減少
を目指して―全体研修から病棟研修に―

○
た も と ま り こ

田本 真理子、藤江 孝美、宮崎 雅江、石川 千代子
NHO 福山医療センター 看護部 医療安全管理室

【はじめに】当医療センターの輸液・シリンジポンプ機器研修は全看護職
員対象としていたが、10％前後の低い参加率を反映してインシデント報
告は減少しなかった。全体研修では参加率の上昇が望めないと判断し、各
病棟内研修に変更したので、その結果を報告する。【目的】病棟内研修
（10 病棟）に変更した効果を、研修前後でのポンプテストの結果とインシ
デント件数の点から検証する。【方法】ポンプ研修前にテスト（50 問 100
点満点）を実施し、病棟研修実施後に再びテストを実施した。併せ、手順
実施状況、及びインシデント件数について検討した。【結果】（1）各指標を
研修前後で表示する。平均点：84.7�96.7 点、最低点：44.0�68.0 点、60
点以下スタッフ：2.5�0.0％、100 点取得スタッフ存在病棟：60.0�100.0％、
危険操作項目不正解（1項目以上）スタッフの割合：85.7�16.6％、であっ
た。（2）研修で手順を確認後、手順通りに実施しているスタッフは 94.0％
であった。（3）ポンプ関連インシデント件数は平成 24 年度：44 件、平成
25 年度：20 件と半減した。【考察】病棟研修は平均点・最低点の底上げの
みならず、100 点満点スタッフの増加等をもたらし、ポンプ関連インシデ
ントの減少に寄与した。【おわりに】ポンプ研修を個々の病棟で実施する
ことは、スタッフのポンプ関連の知識の深化と技術習得に有効であるこ
とが示唆され、今後も継続し、ポンプ関連事故の減少を図っていきたい。
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P4-8-1 入浴に関連するヒヤリ・ハット減少に向けて
の取り組み

○
ま え だ か な こ

前田 佳菜子、市橋 祐樹、松木 知世、中澤 智恵、笠原 歩美、
石黒 明美

NHO 富山病院 花園病棟

【はじめに】当病棟では入浴に関連したヒヤリハットとして栄養チューブ
（以下チューブ）の抜去や外傷等があった。そこで、入浴環境・介助方法
を見直し、ヒヤリハットが減少したので報告する。【方法】1．入浴の現状
を分析、対策を立案し実施した。2．対策実施前後のヒヤリハット件数と
内容を比較した。【結果】1．問題として 1）衣服着脱時にチューブが巻き
込まれる 2）入浴後のチューブの固定方法がスタッフによって違う 3）移
送時、1台のベッドに 2名乗せて移動している 4）SpO2 モニターや酸素
チューブなど緊急時に必要な物品の位置が定まっていない、があがった。
対策として 1）患者のチューブ抜去のリスクを検討しリスクの高い患者は
ドレープや輪ゴムで固定した 2）入浴後のチューブの固定方法は患者ごと
に写真表示したカードを作成した 3）1台のベッドに 1名乗せ移動するよ
うにした 4）SpO2 モニターや酸素チューブの定位置を決めた。結果、衣
服着脱時にチューブを巻き込むことがなくなり入浴後のチューブ固定も
誰でも正確にできるようになった。また、移送中に患者同士の身体が接触
することがなくなった。さらにモニター類を必要時すぐに使用できるよ
うになり、患者の急変に素早く対応できるようになった。2．ヒヤリハッ
トの内訳と患者影響度の比較を行った結果、チューブ抜去は 4件から 1
件に、外傷は 4件から 2件に減少し、レベル 3a の事例は 5件から 0件と
なった。【考察】入浴環境や介助方法全体を見直し、複数の対策を立案・
実施したことで入浴場面の安全性が高まり、患者の安楽と入浴介助手順
の標準化に繋がったのではないかと考える。

P4-8-2 放射線科インシデントにおける医療安全管理
室の介入とその効果

○
た な か たかひろ

田中 孝浩
NHO 舞鶴医療センター 医療安全管理室

【目的】放射線科におけるインシデントは、平成 23 年度の 14 件のうち
「確認不足」によるものが 5件。平成 24 年度は 26 件に対して 14 件と急増
した。当院の放射線科では、インシデント当事者個々に注意喚起するが、
チームで医療安全に取り組むことが出来ずインシデントも減少しなかっ
た。そこで医療安全管理室と放射線科が協働し検査時の確認手順を作成
した。次に放射線科スタッフ全員でインシデント減少に取り組むためア
クションカードを導入し、「確認不足」によるインシデントが減少したの
で報告する。【方法】1）期間：平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月 2）平成 24
年度の放射線科で発生したインシデント内容から医療安全管理係長が問
題点を抽出 3）検査時の確認手順を放射線科技師長が作成 4）医療安全管
理係長は「確認不足」によるエラー発生場面と照合し手順を確認 5）放射
線科スタッフ会議で部署内の問題を共有し解決のための意識統一 6）検査
時に手順遵守出来るようにアクションカードを各撮影室に設置 7）放射線
科技師長と医療安全管理係長で手順に沿った確認行動の実践状況を確
認。不定期に放射線技師長による確認や医療安全ラウンドでの確認を継
続 8）アクションカード導入前後のインシデント発生件数の比較【結果】
平成 25 年度インシデントは 9件。その中で「確認不足」に関するものは
3件で介入後に発生したのは 1件のみであった。【考察】スタッフ個々にイ
ンシデント防止を働きかけるより、チーム全体でルールを決め確認行動
を定着させることで効果的にインシデントが減少したと考える。【結語】
医療安全管理室と放射線科が協働し、チームで医療安全に取り組んだこ
とは、安全文化の醸成に繋がりインシデントが減少した。

P4-8-3 骨折対策～スタッフの意識改革をめざして～

○
こむかい き み え

小向 公枝、緑川 一美、角舘 とも子、米倉 朝美、沼倉 美幸、
佐藤 さつき、行森 良美、鈴木 徹郎

NHO 岩手病院 重症心身障害児（者）あすなろ南病棟

【はじめに】当病棟は重症心身障害者（児）病棟であり、今年度、骨折の
インシデント報告レベル 2以上が 2件発生しているが、患者個々の骨密
度のデータや骨折歴をスタッフ全員が把握しているわけではない。そこ
で、個々の患者を骨折リスク別に分類し、骨密度のデータを整理すると共
にスタッフの骨折予防に関する意識調査を実施した。それらを基に個々
の患者のリスクデータをわかりやすくまとめ情報を共有し学習会を通し
て知識の向上に努め、安全な看護の提供に取り組んだので報告する。【実
施期間】平成 25 年 4 月～10 月【要因分析法】1．音響的評価値の分類 2．
骨折予防に関連した意識調査【目標】骨折予防を意識した実践活動が 80％
行える【対策】1．啓蒙活動（トリアージの一覧表の提示、トリアージの
マークをベッドに貼る、ポスターの掲示）2．理学療法士による勉強会 3．
骨折リスクの高い患者のベッドの配置換え 4．骨折アセスメントシート作
成 5．日常的な行動レベルの看護計画用紙を作成【結果・考察】骨折アセ
スメントシートにより個別性のある看護計画が立案された。またトリ
アージ別に色分けしたシールを作成しベッドにつけたことで、危険度が
一目瞭然となりスタッフは骨折予防を意識して、実践活動を行えるよう
になった。【今後の課題】定期的な骨密度データの更新と情報の共有を行
うとともにタイムリーな看護計画の立案と対策の周知など、骨折予防の
意識を低下させないシステムの構築が必要と考える。

P4-8-4 抗がん剤の暴露に対する実態調査と看護師の
意識調査

○
の ざ わ た け し

野澤 健志1、高地 新八郎1、関口 昌利1、加藤 央子2、佐藤 環1、
合原 敦子1、柳澤 京子1、稲田 美枝子3

NHO 下志津病院 薬剤科1、NHO 下志津病院 臨床研究部2、
NHO 下志津病院 看護部3

【背景】当院は、平成 25 年 1 月に実施された感染対策地域連絡に関する相
互チェックにおいて、相互チェックで来院した実施医療機関より病棟で
の揮発性の抗がん剤の廃棄方法の見直しが求められた。職業汚染防止の
観点より薬剤科の協力が必要との指摘を受け、抗がん剤暴露に対する看
護師の意識調査を実施することとした。
【目的】当院の看護師の抗がん剤暴露防止策の実態状況を把握し、改善す
べき行動、意識について検討する。
【方法】当院の看護師に対し、1．病棟、2．経験年数、3．使用している防
護具の種類、4．担当している作業、5．抗がん剤取扱いに係るインシデン
トの発生状況等について無記名式の質問紙を作成し、抗がん剤の暴露に
対する実態を調査し、看護師の意識調査を実施する。
【考察】抗がん剤には制がん作用がある一方で、発がん性や変異原性等の
細胞毒性を有することが多い為、医療従事者への抗がん剤の暴露による
健康上の危険が懸念される。抗がん剤調製時には防具を身に着け、暴露回
避の環境を整備し、安全キャビネット内での無菌調製、環境汚染時の対処
法等をマニュアルにて確認しているが、当院では投与後の廃棄方法につ
いては徹底した周知が行われていなかった。抗がん剤の暴露防止には経
路や排泄物等の取扱いを含む知識が必要と考えられる。特に直接ケアを
行う看護師の意識を高めること、徹底した予防方法を実施することは暴
露回避に重要である。
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P4-8-5 身体抑制（拘束）実施における判断視点の明確
化～急性期脳神経科病棟で働く看護師の意識
調査を実施して～

○
は せ が わ ま ゆ み

長谷川 真弓、秋庭 沙織、奥田 彩乃、多田 幸子
NHO 大阪医療センター 看護部

〔目的〕身体抑制を行う際、スタッフ間で判断にばらつきがあるのではな
いかと考え、院内の身体抑制基準スコアの活用状況と、実施における看護
師の判断視点を明確にする。〔方法〕A病棟看護師 37 人に院内の身体抑制
基準スコアの活用状況と、身体抑制の判断視点を独自の質問紙を用いて
調査し、それぞれの記録単位をKJ法でカテゴリー化した。院内の看護研
究倫理委員会の承認を得た。身体抑制とは、ベッド柵等の行動制限、用具
での身体拘束、離床センサーの使用、監視モニターで観察を行う事とし
た。〔結果〕1．院内の身体抑制基準スコアの活用状況 有効回答率は
81.0％。看護師 30 人のうち「院内の身体抑制基準を活用しているか」の質
問に対し、「はい」が 9人（24.3％）「いいえ」が 21 人（56.7％）であった。
2．身体抑制の開始・変更・中止の判断視点有効回答率 74.6％、KJ 法にて
開始判断 10、中止判断 8、変更判断 9カテゴリーに分類できた。開始判断
では「起き上がり動作がある」（13.6％）、「意識レベルが清明でない」
（11.1％）、 中止判断では「意識レベルの改善がある」（19.5％）が多かった。
変更は開始・中止の判断視点を基に検討しており特有の視点はなかっ
た。3．身体抑制実施における判断視点は、脳疾患患者特有の意識レベル
であった。〔結論〕1．身体抑制開始時の判断視点は、患者の行動レベルと
意識レベルであった。2．身体抑制中止時の判断視点は、抑制を開始した
後の病状の変化であった。3．A病棟の看護師は脳疾患患者の特徴を身体
抑制の判断根拠としていた。

P4-8-6 「爪切り事故0を目指せ」医療安全と皮膚排泄
ケア認定看護師の活動報告―第2報―

○
た ば た み ゆ き

田畑 美雪、小林 悦子
NHO あきた病院 看護部

当院の平成 24 年度に起こったレベル 3a 以上のヒヤリハット報告は 83
件。うち爪に関する報告は 10 件。分析の結果「爪に関する知識不足」「当
院の入院患者の特性」「観察不足」「爪切り方法」「物品の不足」があげられ
た。平成 25 年度、5月に皮膚排泄ケア認定看護師（以下WOC）と医療安
全室と連携し看護師、療養介助員、保育士を対象に爪に関する知識不足に
対して爪切りの勉強会を行いベテラン看護師ほど、勉強会後の成果ポイ
ントが高いという結果を第 1報で報告した。その後「観察不足」について
は、爪の長さや異常の有無を確認できるよう爪切りチェック表を作成し、
看護師や介護士がカットできる爪なのかを判断できるようにした。また
「爪切り方法」「物品の不足」については、ガラス製ヤスリを使用したケア
方法をWOC活動日に実際の爪ケア場面で行った。結果、平成 25 年度の
爪に関するヒヤリハット報告は 2件に減少した。WOCへの爪ケアの相談
は 94 件で、平均 8.3 件�月だった。このことは、爪のケアに対するスタッ
フの関心が高まってきたためと考えられる。また、2件のヒヤリハット報
告はいずれも爪ケアの相談件数が 5件以下に低下した月に発生してお
り、次月は相談が増加する傾向にあった事から、スタッフの爪のケアに関
する関心が薄れないよう、新採用者などへの実技研修の実施を含め、継続
した教育を行っていく事が必要である。

P4-8-7 転倒・転落予防のためのベッドサイドカン
ファレンスの導入～看護職員のリスク感性向
上への取り組み

○
お ざ き か お り

尾崎 香理、小林 洋子、益子 照江、上井 順子、山本 史
NHO 横浜医療センター

【はじめに】A病棟のH24 年度の転倒・転落件数は病棟インシデント発
生率の 32％を占めていた。要因として患者の危険行動に関する情報不足
や環境への配慮不足などがあげられ、机上のカンファレンスだけでは不
十分だと感じた。そこでKYT要素を含むベッドサイドカンファレンス
（以下Bカンファレンス）を導入し、より具体的な対策立案に繋げられる
よう取り組んだ。導入に当たっては、常に患者の安全に配慮したカンファ
レンスになるよう看護師長が支援した。その結果、看護師のリスク感性の
向上が認められたので報告する。【研究期間】H25 年 7 月～H26 年 5 月迄
【方法】1）看護師とカンファレンスの在り方について検討しBカンファレ
ンスを導入 2）Bカンファレンス評価用の「観察表」を作成し 5名の看護
師長チームにて参加 3）Bカンファレンス記録用紙の作成【結果】Bカン
ファレンスを導入した 9月は、看護師間での意見交換が少なく、環境への
配慮も不十分で「観察表」の「出来ている」項目は 50％以下であった。
そこで看護師長が問題提起し危険予知への関わりを行ってきた。またカ
ンファレンスの進行も看護師経験年数で差がみられるため「Bカンファ
レンス記録用紙」を作成し要点を明示した。その結果、2月の「観察表」評
価では「出来ている」がほぼ 100％となった。【考察】釜は「リスク感性
はOJTにより磨き、育成する事が重要」と述べている。今回のBカンファ
レンス導入は、看護師たちがリスク要因を発見し改善する体験の場にも
なった。また看護師長チームによるKYT視点での関わりを現場教育とし
て活かすことができ、看護職員のリスク感性の向上に繋がった。今後はさ
らなる転倒防止を目指し支援して行きたい。

P4-9-1 退院前訪問後の退院支援に対する看護師の変
化

○
こばやし み は る

小林 美晴、礒崎 まゆみ、高梨 悦枝、後藤 直美、小林 文子、
菊池 優衣

NHO 茨城東病院 看護部

【はじめに】病棟と外来が連携して退院前訪問を実施している。実施後よ
り看護師からは「行ってよかった。患者さんが生き生きしていた」などの
言葉が聞かれるようになった。そこで退院前訪問後、病棟、外来看護師に
実施した感想について聞き取り調査をおこなった結果、退院支援に対す
る看護師の変化が明らかになったので報告する。【研究方法】対象：退院
前訪問を経験した病棟看護師 3名、外来看護師 3名。方法：半構成面接法
を実施し逐語録にして共通点を分類しキーワードからカテゴリー化す
る。質問内容 1．特に印象に残ったこと。2．病棟、外来看護師が一緒に実
施したことで気付いたこと。3．患者、家族との関わりにおける変化。【倫
理的な配慮】研究対象者は自由意志に基づき研究への参加、協力の拒否を
表明することができることを保障する。【結果】質問 1は 6カテゴリーを
抽出した。「入院時から退院目標を決め関わる」「家族の協力」「患者の表情
が明るくなった」「患者は家に帰りたい」「訪問はゆっくり関われる」「周り
の環境を把握する」質問 2は 3つのカテゴリーを抽出した。「記録ではわ
からない看護師間の情報交換ができる」「病棟、外来それぞれの視点で指
導できる」「処置の継続ができる」質問 3は 5つのカテゴリーを抽出した。
「以前は業務的だった」「看護師が退院後のイメージをもてるようになっ
た」「家族との親近感」「具体的なアドバイスができる」「今後も継続した
い」【まとめ】1．入院時より退院を意識するようになった。2．病棟、外来
看護師の連携が意図的にできるようになった。3．退院後のイメージがで
き、自ら患者や家族の思いを知り積極的に関わる姿勢へと変化した。
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P4-9-2 “患者が望む退院支援”に関する実態調査～聞
き取り調査からみえる退院支援への課題～

○
すがわら よ し こ

菅原 佳子、今野 智惠、佐々木 梨沙
NHO 仙台西多賀病院 看護部

【はじめに】平均在院日数の短縮化が推奨されている今年、退院支援につ
いて早期に取り組むことが求められている。A病棟で取り組んでいる退
院支援の現状と課題を明確にし、“患者が望む退院支援”に繋げるための
一助とする。【目的】退院支援の現状と課題を明確にする。【方法】対象者
12 名（退院前 2日以内の患者）に質問紙を用いて 1対 1の半構造的面接。
【結果】1）退院先 自宅 11 名（独歩 7名、杖歩行 3名、車椅子 1名）、施
設 1名（独歩 1名）。2）“退院後の方向性をいつ聞かれたか”について、入
院・転入 2週間以内 1名、入院・転入 2週間以降 3名、聞かれていない 8
名。3）“退院後の方向性を聞かれることに対してどう思うか”について、
とても良い 2名、良い 6名、不快 2名、無回答 2名。【考察】結果 1）2）か
ら、自宅へ退院出来る対象者が多く、患者自身が退院後の生活をイメージ
出来ていたため、退院支援を重視していなかった。看護師が退院支援の一
環として質問した場合にも、患者は看護師との日々の関わりと感じてい
たと考えられる。現実と退院後のイメージとの乖離を防ぐために早期か
ら退院支援が必要である。結果 3）の肯定的な回答から早期介入に対して
不快感は少ないと考えられる。しかし、否定的な回答もあるため、患者の
自尊心や人生観を知り、現状が受容出来るように看護師の支援が必要で
ある。【結論】1．対象者は、退院後の具体的なイメージを確立しており、
看護師から退院支援を受けたと感じていなかった。2．患者・家族の抱く
退院後のイメージと現実との乖離を防ぐため早期から退院支援が必要で
ある。3．患者の人生観を尊重し、患者・家族が納得できる退院支援が必
要である。

P4-9-3 連携施設と協働して行う退院調整～人工関節
置換術を受ける患者に外来から実践する退院
支援～

○
あらかわ は る み

荒川 春美、和田 一樹、勝又 文子、山田 悦子
NHO 名古屋医療センター 地域医療連携室

【はじめに】多職種で退院支援に取り組むためには、全職種で使用できる
記録様式を活用することが必要であると考え、アセスメントシートと退
院支援記録を導入した。しかし職員全体に周知することは難しく記録の
有効活用ができていない。そのためチームで取り組むために、整形外科で
関節置換術予定入院の患者について外来から退院支援を行うシステムを
検討した。また連携施設との調整を行い転院の時期を検討した。結果患者
の意思決定支援や家族指導がスムーズにでき在院日数の短縮につながっ
たため報告する。【方法】1．退院支援について検討会を定期的に開催 2．
外来でのオリエンテーション内容と方法の検討 3．患者・家族指導のため
の「入院のしおり」の作成 4．退院支援フローチャートの作成 5．連携施
設職員とのカンファレンス【結果】入院のしおりを利用した外来オリエン
テーションは、医療者は入院後生活環境の把握が早期にでき、患者、家族
は入院後のイメージがつき退院先の意思確認も早くできる。またMSW
介入が必要なケースでは、面談日の設定が適切な時期にできるように
なった。術後 7日目に家族が来院し、リハビリとADL状況を確認できる
機会を設けることで在宅指導や転院調整が円滑に実施できた。術後 14
日以内の退院は 52.5％から 62.8％、術後 15 日以上 19 日以内の退院は
32.5％から 20.9％となった。【結論】関節置換術を受ける患者の多くは、
術後リハビリの経過がADLに影響する。患者、家族に術後のイメージを
つけ早い段階から意思決定支援を行い、連携施設への情報提供を適切な
時期に行うことで早期退院につながる。

P4-9-4 筋ジストロフィー患者の在宅移行支援

○
し の だ ち え

篠田 千恵、倉本 明奈、西濱 るみ子、友利 恵利子、
諏訪園 秀吾

NHO 沖縄病院 看護部 西2病棟

はじめに
気管切開及び人工呼吸器装着の顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー 50 代
女性患者A氏は在宅移行困難な状況であった。その要因として病棟支
援・患者・社会資源に問題があるのか明確ではなかった。そこで、在宅移
行へ関わる関係者へ聞き取り調査を行い障害となるものを明確にし、今
後の在宅支援に活かせるよう取り組んだ。
研究方法
研究対象：病棟スタッフ・MSW・事業所
研究期間：平成 25 年 6 月～12 月
方法：1．聞き取り調査：A氏・病棟スタッフ・MSW・事業所
2．聞き取り内容をKJ法で分析
3．患者A氏への高次脳機能検査
結果及び考察
病棟スタッフからの聞き取り調査により在宅移行の障害は、家族の協力
不足、金銭面の問題、本人のこだわりによる性格が原因と考えていた。
MSWや事業所にも同様の調査を行った結果、在宅移行を阻害する要因は
多岐に渡った。その中でもA氏の行動にムラがあり現実を真摯に受け止
め問題解決していく能力が低下していることが考えられた。そこで、主治
医と患者カンファレンスの結果、認知機能の問題を指摘され、高次脳機能
検査を実施した。検査結果により前頭側頭型認知症が明らかとなった。こ
れまで在宅移行への障害と考えていた項目の根本原因として認知機能障
害があり、患者が理解し納得できるような在宅移行支援が必要であるこ
とがわかった。
結論
1．在宅移行支援には、患者の病状や特徴を捉えた継続的な相談・支援が
必要である。
2．家族の経済力や介護力などを評価し、協力が得られるためのサポート
体制を作る必要がある。
3．社会福祉制度などの専門の分野においては、療育指導室やMSWなど
の多職種で共通理解と認識を持ち支援していく。

P4-9-5 在宅重症難病患者支援の取り組み―神経難病
看護研修会を開催して―

○
さ と う じゅんこ

佐藤 純子、岩田 美紀、舟山 文子、須貝 緋登美、管野 清子
NHO 山形病院 地域医療連携室

【はじめに】山形県における難病医療拠点病院として神経難病を中心とし
た、重症難病患者への支援を行なっている。その一環としてレスパイト入
院を受け入れているが、近年、患者家族のニーズが高まる一方で、時期、
期間など個別性に応じた対応が困難になっている。このことは在宅生活
を継続することに大きな障害となる為、山形県難病ネットワーク協力病
院（以下ネットワーク協力病院）間で連携強化し神経難病患者の看護に携
わる看護師に対しての看護研修を実施し、アンケート結果から今後の研
修のあり方を検討する。【方法】対象者山形県内のネットワーク協力病院
に勤務する看護職 20 名を対象として募集した。1、講義「難病疾患の基礎
知識、難病患者の現状、難病に関する行政施策等」2、実習「神経難病患
者の看護の実際」各 1日で 2日間の研修を実施した。研修後のアンケート
を実施。【結果・考察】ネットワーク協力病院 40 病院のうち 12 病院 30
名の応募があり、20 名が研修参加。講義のみ聴講希望もあり 10 名参加し
ている。アンケート結果からも難病看護と聞くと難しいイメージがある
が、今回の研修を通して「その人らしい人生」看護につながることを学ん
だ。難病患者の気持ち思いを知ることができ、今後の関わりやケアに活か
していきたい。神経難病を理解できた。など神経難病看護について理解が
深まった。同僚に勧めたいなどの結果が得られた。神経難病看護の理解を
深める研修機会を設けることは、今後のレスパイト入院の受入れネット
ワーク協力病院と連携していく為にも継続していく必要がある。
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P4-9-6 当NICUにおける退院調整の現状と課題～課
題を基にスクリーニングシートを作成～

○
きしかわ ゆ か

岸川 由佳、佐久間 美奈子、西村 陽子、田中 明子
NHO 横浜医療センター 東4小児病棟 NICU

【研究背景】当院NICUにおいては、社会的介入の必要性に対するスタッ
フの意識の違いにより、指導内容に差が生じ、地域との連携や指導の遅れ
などの問題があった。事例を元に現在の問題を明らかにし、円滑な退院調
整を行う為のスクリーニングシート（以下 SSとする）を作成した。【研究
対象】H23 年～25 年の入院患者で退院調整が原因で問題が生じた 5事例。
【研究方法】入院中及び退院後外来のカルテ記録より問題点を抽出し SS
を作成した。【結果】退院後の育児に支障をきした症例や、MSWとの連携
が遅く退院後の保健師の介入が遅れた症例があった。その問題の要因と
して早期の情報不足が明らかになった。具体的には母乳への思いや希望、
育児に対する認識や意欲、家族間の病識の相違、家庭環境などがあげられ
た。それを解決するために今回の SSは、成人用で不足していた育児経験
の有無や育児手技獲得の状況、家族背景や家族の育児に対する思い等の
項目を加え作成した。【考察】今回の SSを 1 例使用してみると、NICU
特有の情報を早期から収集することで、個別性に応じた指導を実施し、他
部門との連携や調整を行うことにも役立った。必要な情報が早期に明確
にならなければ育児指導の過程や退院後の問題が明らかになり、児や両
親に取って安全で安心した育児を保証することが困難となる。スタッフ
全員が同じ意識で早期介入し、個別性のある育児支援、退院指導を行うこ
とが必要である。今回作成した SSを元に退院調整カンファレンスを実施
することで、患児・家族の情報や問題を全スタッフに周知できた。今後も
継続して活用し、より良い退院調整を行うことが課題である。

P4-9-7 病棟再編成後の神経内科患者の退院支援の取
り組み

○
こ う の ゆ か

河野 由佳、岡本 尚子、鳥居 剛、川本 俊治
NHO 呉医療センター 地域連携室

＜背景＞当院の退院支援は、看護師主体ですすめている。2011 年に電子カ
ルテ内に退院支援システムを構築し、そのシステムを活用しながらカン
ファレンスを展開、退院支援看護師はカンファレンスの進捗をチェック
する業務とし、定期的に参加している。2014 年 1 月に病棟の再編成を行っ
た。今まで 1つの病棟に集約されていた神経内科の患者が呼吸器内科病
棟と脳神経外科病棟の 2病棟に分れた。今までも呼吸器内科病棟と脳神
経外科病棟に、数名程度入院していることはあったが軽症の方であり、重
症度や看護度の高い神経内科患者は、神経内科病棟に入院していた。病棟
の再編成後、退院支援カンファレンスで神経内科の患者が挙がることが
少なくなった。また、再編成された 2病棟から、神経内科の患者の退院支
援の進め方で戸惑う声もきかれた。退院調整看護師は、病棟再編成後の神
経内科患者の入院時からの退院に向けた取り組みができるように関わり
を始めた。＜目的＞病棟再編成前後で、神経内科患者の退院支援状況の違
いを明確にする＜調査期間＞病棟再編成前：2013 年 2 月 6 日～3月 20
日 病棟再編成後：2014 年 2 月 5 日～3月 19 日＜方法＞1．病棟再編成
前後の神経内科患者の退院支援状況を調査・比較する 2．退院調整看護師
による神経内科カンファレンスへの参加と 2病棟へのカンファレンス内
容の情報提供 3．神経内科回復期転院へのフロー作成と周知＜結果＞病棟
再編成前は、退院支援スクリーニングが実施され、神経内科患者全てが二
次介入されていた。退院支援システムの利用だけではなく、患者の病態や
治療の流れを理解した退院支援が必要であることがわかった。

P4-10-1 多職種との連携により、足底潰瘍が治癒に到っ
た一例

○
ま か べ あ い

真壁 亜衣
国立療養所多磨全生園 看護部

【はじめに】患者は、左足底悪性黒色腫切除・植皮術後 13 年間に渡り左足
底潰瘍の治療をしていた。また医療側は 13 年間同じ処置を続けていた。
この現状に疑問を抱き、多職種との連携により処置方法を変更し、治癒に
到った一例を報告する。【患者紹介】男性 92 歳 術後足底潰瘍【目的】
治癒に到らない要因を明らかにし、回復を促進する【実践方法】1．植皮
部の保護：デュオアクティブCGF（以降 CGF）。潰瘍治療：CGFを剥が
し軟膏塗布後CGF貼付。2.H24.6.4～保護材をデルマエイドに変更。3．衛
生材料の工夫と装具の作成・着用を試みる。4．活動と潰瘍の因果関係を
図る。5．患者の気持ちに寄り添う。【結果】1．浸出液をコントロールし
て確実に保護することで、潰瘍の増悪がとどまった。2．装具により、潰
瘍局所の変形が修正した。3．行動拡大に伴う潰瘍の増悪、縮小による軽
快が明らかになった。4．多職種スタッフが患者の声を傾聴し対応するこ
とで患者本人の回復への意欲が芽生え、活動の加減や見直しを自ら取り
組むようになった。【考察】1．浸出液のコントロールと潰瘍を確実に保護
することで、肉芽形成が促進されたと考える。2．局所が突出し均衡が崩
れたことで、潰瘍の回復へ悪影響を及ぼしていたと考える。3．多職種ス
タッフとの連携により処置方針を見直し、装具の微調整で症状が良い方
向に向ったことで、患者本人の治癒に対する期待感が高まり、活動と潰瘍
の因果関係に向き合えるようになったと考える。【おわりに】潰瘍との共
生を仕方なしと諦めていた患者と、13 年間同じ処置方針であったことが
治癒への道のりを滞らせていたのではないか。今後は潰瘍再発を予防し
つつ、充実した生活をサポートすることが課題である。

P4-10-2 乳房トモシンセシスの地域医療連携への画像
提供について

○
あ ら き ゆ り

荒木 悠里、西野 由希子、横井 里映、林 隆彦、加藤 力雄、
遠藤 登喜子

NHO 東名古屋病院 放射線科

【背景】マンモグラフィ撮影に、がん検出率向上に期待が高まる、乳房ト
モシンセシスが導入されるようになった。当院は地域に密着した病院で
あり、地域医療連携にもニーズに答えられるように、画像の提供に力を入
れている。
【目的】乳房トモシンセシスの撮影がマンモグラフィ撮影（2D撮影）に併
用して検査をするのに必要不可欠となり、その画像をどのように提供し
たらよいのか検討した。
【方法】マンモグラフィ撮影（2D撮影）に加え、当院に設置されたフジフィ
ルム社製FPDのAMULET Inovality で撮影された乳房トモシンセシス
（DBT）が必要不可欠なのか、読影結果より検証（ROC解析より）し、地
域医療連携の画像の提供に対し、DBTの画像容量の大きさや画像の提供
方法などを検証する。



第 68回国立病院総合医学会 895

P4-10-3 当院における薬薬連携における取り組み

○
たかはし あ き こ

高橋 明子、廣井 明夫、吉田 誠也
NHO 霞ヶ浦医療センター 薬剤科

【目的】国立病院機構霞ヶ浦医療センターは土浦市薬剤師会と協力し薬剤
師の知識の向上、情報共有等を目的とした薬薬連携推進のための講習会
を年に 4回開催している。講習内容をはじめ、薬薬連携に関する問題点を
抽出するためのアンケート調査を行ったので報告する。【方法】薬薬連携
講習会に参加した薬剤師を対象に、講習会内容、日常業務での問題点につ
いて 10 問の複数回答可アンケートを作成し調査を行った。【結果】アン
ケートの回収率は 50％であり、講習会参加者は 20 代～60 代と幅広く
94％が調剤薬局勤務の薬剤師であった。講習内容は「満足」「ほぼ満足」が
全体の 84％であり、96％が次回の講習会に参加希望であった。疑義照会
をせずに行えたら良いと思える項目は一包化調剤が最も多く、続いて剤
型変更や粉砕であった。また、疑義照会をする項目で最も多いのは用法・
用量の誤りであった。服薬指導をする上で必要と考える情報としては「病
名・ガン告知の有無、過去の副作用の有無」であった。調剤薬局の薬剤師
がこの薬薬連携を通じて重要視していることは重複投与などを避けるた
め、患者情報の共有などの医療安全であった。このように病院側が主催す
る勉強会に参加する理由としては知識習得、医師の処方意図を読み取る
ためとなった。【考察】講習会は満足度、次回参加希望者より薬薬連携に
貢献していると考えられる。しかし日常業務ではアレルギー情報や検査
値、病名告知に関する情報など処方せん、お薬手帳以外の情報に関する
ニーズも高まっている。今後は抽出された問題を精査し、薬剤師会と共に
解決策を検討する必要がある。

P4-10-4 多職種との円滑な連携～短時間での door to
balloon が達成できた1事例～

○
なかむら

中村 さやか、東 江里香、藤村 和恵、濱口 富江、藤原 仁
NHO 広島西医療センター 外来

【はじめに】A病院では、通常、地域の診療所と連携をとりながら急性冠
症候群の患者対応を時間内に行っている。予定された心臓カテーテル検
査（以下心カテ）・治療以外の時間帯は、心カテに習熟した看護師も、各
科の診療科を任されており、緊急の心カテに対し、十分な体制が整ってい
るとはいえない。そうした状況下で、患者の救命を第一と考え、医師とコ
メディカルスタッフとの連携で door to balloon を 50 分余りという短時
間で達成できた事例をここに報告する。【事例】70 歳代の男性。前月より
背部痛あり。その後胸痛が出現し、近医を受診。急性心筋梗塞を疑われ当
院に紹介、救急搬送された。【経過】近医からの連絡があった時点で、医
師が緊急心カテ実施の可能性があることを、医療クラークを通じ、外来師
長へ連絡。その後、外来師長が、看護師の業務調整等や連絡調整をしなが
ら、心カテの介助ができる看護師を救急車受け入れ時より配置。患者搬送
直後、医師の迅速な判断により、検査科へ早急に検査依頼したのち、心カ
テに必要な諸検査及び患者の準備を実施。その後、患者を心カテ室へ患者
を搬送し、50 分余りで door to balloon となり治療を終了。【考察】心カテ
に熟練した看護師の配置、調整連絡及び他部門の迅速な対応の結果、50
分余りという短時間で治療に至った。私たち医療者が行う患者への対応
が、患者にとって有益なものとなるためには、患者に関わる多職種との円
滑な連携が必要である。円滑な連携を行うことで、安全で質の高いケアを
患者に提供できると考える。

P4-10-5 結核医療における地域連携室の役割と課題

○
へ ん み け い こ

逸見 恵子1、文屋 佳子1、大石 秀香1、川端 宏輝1、藤沢 広美2、
河田 典子3

NHO 南岡山医療センター 患者サポートセンター1、
NHO 南岡山医療センター 結核医療相談室2、
NHO 南岡山医療センター 医師3

結核患者の罹患率は全国的に減少傾向にあり、岡山県では、2000 年の
27.9％から 2012 年 14.6％まで減少した。しかし、結核患者の高齢化、様々
な合併症を有する患者の増加、社会的弱者の増加など、結核患者支援に向
けて取り組む課題は依然として多い。当院は、岡山県内における結核医療
連携拠点病院として結核ユニット病床 25 床を有し結核患者の入院を受
け入れている。地域の医療機関の連携を担う地域連携室では、退院調整看
護師と医療ソーシャルワーカーが結核医療に関わり、一般医療機関から
結核患者の外来受診の相談、転院相談、緊急入院等の調整等を行ってい
る。さらに、入院DOTSパス開始後退院基準を満たした患者の後方連携
を行い、地域DOTSへと継続できるように地域の医療機関と連携を図っ
ている。今回当院 2012 年から 2013 年結核で入院となった患者 179 名を
調査した結果では、入院患者の平均年齢は 70.9 歳、とくに後方支援が必要
となる後期高齢者は 102 名（57％）であった。在宅支援となった患者は 127
名（70.9％）、在宅支援が困難となり施設入所となった患者は 7名（4％）、
多様な医療処置があり在宅や施設入所困難で転院に至った患者は 22 名
（12.3％）であった。高齢者は入院時より認知機能が低下しており、長期入
院によるADLの低下、環境の変化によりますます認知機能の低下となる
ため、紹介元が受け入れを拒否するケースもあり、転院相談の医療機関に
ついては難渋している。在宅支援においても、老々介護の問題や経済的弱
者にとっての施設入所はハードルが高く、今後に向けて地域連携室が取
り組むべき課題について報告する。

P4-10-6 地域で患者を支える体制づくり～当院におけ
る薬薬連携強化の試み～

○
さいとう り え

斎藤 理恵、小松 史法、川村 勇太、荒木 玲子、横手 信昭
NHO 西群馬病院 薬剤科

【目的】病院と保険薬局の薬剤師が情報を共有して充実した医療に結びつ
ける「薬薬連携」の重要性が強調されており、国立病院機構西群馬病院
（以下、当院）ではこれまで合同の勉強会を不定期に数回開催してきたが、
さらに連携の強化を図ることで病院薬剤師と薬局薬剤師が、安全な薬物
療法を継続して患者に提供するため以下の取り組みを開始した。即ち、地
域の保険薬局薬剤師に声をかけて合同勉強会を定期的に開催し、当院で
行っている注射用抗がん剤を用いた治療などの情報の共有化を図ること
を目指した。定期的な合同勉強会では、患者の使用したレジメンやその治
療により発現する可能性のある副作用の情報を院外の薬局薬剤師と共有
することによって、より適切な患者指導が実践され、有害事象の早期発見
など安全性の向上にも寄与することが期待される。【方法】地域の薬局薬
剤師に定期的な勉強会や薬薬連携強化を行う前の状況のアンケート調査
を行い、地域における患者サポート体制の実情把握を行った。定期的な合
同勉強会に参加した薬局薬剤師にアンケート調査を行い、当院で実施さ
れている抗がん剤レジメンに関する知識の共有やお薬手帳を介した治療
情報の提供が患者指導においてどのように活用されているか調査した。
【結果・考察】アンケート結果を解析することにより、合同勉強会で培わ
れた知識が患者指導に有効に役立てられていることが推察された。また、
実際に薬局薬剤師の求めている情報が具体的に把握でき、以降の合同勉
強会のテーマとすることができた。今後、薬薬連携強化への取り組みを継
続的に行うことによって、地域で患者をサポートしてゆく体制づくりを
図りたい。
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P4-10-7 地域医療への薬剤科の関わり～NPO法人相模
原アレルギーの会を通じて～

○
お ま た ひろゆき

小俣 裕之、根本 隆一郎、寳福 誠、片桐 正孝
NHO 相模原病院 薬剤科

【背景】
当院は、免疫異常（アレルギー・リウマチ）の高度専門医療施設としての
診療、臨床研究、教育研修、情報発信を基本方針のひとつとして掲げてお
り、薬剤科としてもその一翼を担う為、以前よりアレルギー疾患に関する
院内勉強会や、患者に対する教育活動、情報発信を行ってきた。特に現在
では、地域医療連携の活動のひとつとして相模原市在住のアレルギー疾
患または呼吸器疾患患者で構成される「NPO法人相模原アレルギーの
会」（以下、アレルギーの会）が開催する講演会、勉強会に参加し、お薬相
談や服薬指導、吸入指導を行っている。
【本報告の概要】
ここ数年にわたってアレルギーの会が開催する講演会等に参加し、お薬
相談、服薬指導を行ってきたが、アレルギー疾患、呼吸器疾患の新たな治
療方法の確立、ガイドライン等の改訂に伴い我々の指導方法や患者から
の質問、相談内容にも変化が表れている。指導面では治療薬として抗体製
剤や新型吸入デバイス製剤の登場など、治療の幅が増えると同時に薬剤
師に必要とされる専門知識も、より高度なものが要求されてきている。ま
た患者からの質問は多岐にわたるようになっており、アレルギー疾患、呼
吸器疾患に限定したものでなく、精神科領域や小児科領域などにも関連
した質問が増え、その性質を変えてきている。
【考察・結語】
治療方法だけでなく、患者の不安内容の変化を理解し、それに対応した指
導を行うことが薬剤科の今後の講習会参加への課題だと考える。アレル
ギーの会を通じて、薬剤師としての種々の領域の認定取得やスキルアッ
プを図ることが地域患者の不安解消につながることを学び、そして地域
患者と相互の連携が重要であることを感じた。

P4-10-8 SSTチーム活動を開始して

○
く ろ だ ひろゆき

黒田 浩之1、大川 桂子1、水戸 祥江1、坂口 充弘1、嶋本 哲也1、
林 拓二1、安藤 博江1、上田 愛1、河藤 知子1、高岸 佐衣1、
若林 ちひろ1、松本 弘美1、山内 紀美1、木村 まゆみ1、
皆川 健太1、畠中 真由1、常倍 さくら1、角田 晃一2

NHO 神戸医療センター 2013年度SSTチーム1、
NHO 東京医療センター 人工臓器機器開発研究部 部長2

急速な高齢化社会の進行に伴い、死亡原因に対する肺炎の割合は、増加傾
向にある。とりわけ誤嚥性肺炎は、高齢者や脳血管障害後の重要な合併症
と考えられている。急性期病院である当院は 1970 年に開発された須磨
ニュータウンに存し医療圏は高齢化の一途をたどっている。誤嚥予防に
対する感覚器ネットワーク臨床研究参加により、嚥下障害対応の必要性
を痛感していた際に、事務部長の発案により言語聴覚士（以下 ST）を採
用し、2013.4 月から SSTチームの活動を開始した。チームの構成員は言
語聴覚士、耳鼻咽喉科医師、管理栄養士、看護部、事務部である。現状の
当院の問題点を明らかにし次年度への課題を明らかにするため、この 1
年のチーム活動を振り返り検討した。対象は 2013.4 から 2014.3 まで嚥下
評価目的でリハビリテーション科言語聴覚士に評価介入依頼があった患
者さんのうち、チームリーダー（演者）が電子カルテ上 ST介入を確認で
きた症例と直接耳鼻咽喉科に嚥下評価依頼のあった症例である。のべ 133
例、患者数は 120 例であった。複数回入院症例が含まれる。120 例の内訳
は男性 67 例、女性 53 例。男性の平均年齢は 79.6 歳女性の平均年齢は 84.1
歳であった。入院科は循環器 28 例、内科 25 例、呼吸器 20 例、消化器 16
例、脳外科 15 例、整形 9例、外科 6例、皮膚科 1例であった。現在当院
の嚥下評価は嚥下内視鏡のみの対応である。嚥下障害の患者さんには複
数の職種の関与が必要であるが限られた医療資源をどう活用するかが課
題となる。症例登録や摂食機能療法算定、ケアスキルの習得には、病院全
体としての取り組みやしくみ作りの工夫が必要と考えられた。

P4-11-1 痩せた患者様を直接目で見て探せ！ 一般病
棟入院患者のラウンドを取り入れたNST活動
の取り組みと効果

○
あ べ まさひろ

阿部 正博1、樫下 徹郎2、石原 都貴美2、其竹 映子2、松本 綾2、
上田 真佐2、田村 遼子2、冨長 弥生2、宮崎 友里2、鈴江 妙子2、
井内 陽子2、井内 新3

NHO 東徳島医療センター 薬剤科1、NHO 東徳島医療センター NST2、
NHO 東徳島医療センター 副院長3

はじめに：NST活動は限られた時間内での新規介入患者の決定と対象
患者のラウンドを行う必要がある。当院NSTラウンドでは、当初アルブ
ミン値やリンパ球数等の血液生化学検査値をメルクマールとしスクリー
ニングを行ってきた。しかしながら検査値と患者の痩せをはじめとする
一般栄養状態との間には大きな差違がみられる事が多い。そこで直接一
般入院患者の回診を行い、いわゆる見た目の一般状態で“痩せた患者様を
直接ピックアップ”する方策が提案され、昨年度より実施している。方
法：NSTの活動時間は従来と同じに設定した。対象患者の回診終了後に
一般入院患者の回診を時間の設定内で実施した。過去 2年間のNST活動
と新しい方策による活動実績について比較考察した。結果：NST介入数
は 2011 年度 83 件、2012 年度 190 件、直接一般入院患者回診を実施した
2013 年度には 409 件と 2倍以上の増加がみられ、特に呼吸器科への介入
増加が顕著であった。2013 年度の内科（消化器科、循環器科、呼吸器科）
における各種検査値平均はBMI 値（各々 19.4，19.6，17.5）アルブミン値
（2.96，3.12，3.32）リンパ球数（1192，1382，955）であった。考案・結語：
消化器科患者はその病態の特徴より低アルブミンが顕著であり、血液生
化学検査値より抽出可能であると考えられた。呼吸器科患者ではアルブ
ミン値は保たれている場合が多いにもかかわらず、BMI 値は低く、栄養状
態の低下したいわゆる“痩せ”の患者が多くみられた。呼吸器疾患患者は
慢性炎症を基本病態とし、タンパク質・エネルギーの低栄養状態がそれ
らを助長している場合が多い。積極的に患者の全身状態を観察する事か
ら早期より低栄養状態が察知可能となるものと考えられた。

P4-11-2 繰り返し褥瘡が発生しているALS患者のポジ
ショニングの工夫～耳介に発生する難治性褥
瘡の一考察～

○
きんぱら あ や の

金原 彩乃、鈴木 冴理、大菅 弘典、原 琢、藤田 千賀子、
井上 智子

NHO 天竜病院 3病棟

【目的】当病棟は障害者病棟であり、体位交換が出来ない寝たきりの患者
は病棟内で 86％になる。自力での体位交換ができない場合は長時間にわ
たって同一部位に外力が加わるため、褥瘡の発生のリスクが高くなる。当
病棟での褥瘡有病率は部位別に、仙骨 2％、下肢 4％、耳介 2％であった。
今回、褥瘡好発部位の中で、耳介に褥瘡が繰り返し発生する患者を対象
に、事例考察を行なった。【方法】患者 80 歳女性。病名ALS・糖尿病、経
管栄養、インスリン注射にて血糖コントロール中で、人工呼吸器装着中、
意思疎通は困難で、寝たきりの患者。全身の筋肉の弛緩があり、全介助で
看護ケアを行っている。頭部の安定が困難で、この患者の耳介の褥瘡経過
について考察した。【結果】1．耳の部分だけくり抜いた低反発枕を 4か月
間使用し除圧の徹底を実施したが、再発する褥瘡発生の場合は十分な除
圧が出来ていなかった。2．枕の弾力性の低下及び劣化のため、素材をス
ポンジに変更し実施した。3．頭部を固定できるよう後頭部に固定用枕を
使用した結果、2週間後に治癒となった。褥瘡発生後、ワセリンやプリマ
ポアを使用することで、皮膚の保湿し効果があった。【考察】耳介の褥瘡
が繰り返している要因として 1．頸部脱力があり、ポジショニングを実施
してもずれが生じて除圧が出来ていない。2．糖尿病のため、耳介の皮膚
が脆弱化し褥瘡が再発、治癒の遅延が起きている。3．80 歳と高齢であり、
加齢に伴う皮膚のバリア機能、治癒能力、水分の低下、乾燥がある。褥瘡
再発予防に努めるには、除圧の徹底と湿潤環境を保つことであると考え
られる。
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P4-11-3 患者が長時間使用するベッド周辺用具に専門
的な立場から関わって～導入までの第1段～

○
たけもと と も こ

嶽元 とも子、平野 香奈、角 大輔、音成 佐代子
NHO 都城病院 看護部

【目的】褥瘡の予防・治療は、除圧・ずれ対策が重要であり、長時間使用
するベッド周辺用具（以下マットレスとする）が大きく影響する。そこで
専門的な立場で用具選定に介入したので報告する。【方法】1．導入前の
マットレスの問題点の抽出と仕様書作成 2．2社のマットレスを比較検討
し、マットレスを選定する。【結果】1．導入前のマットレスは、患者に応
じてマットレスを選定・交換とし、汚染時に洗浄していた。保管場所や
マットレス交換時の労力、全てのマットレスが洗浄できない事から感染
管理上問題と考えた。またADLの低下した高齢者では、端坐位での滑り
込みによる転倒・転落の危険性があり、サイドエッジ構造の必要性を考
えた。問題点を元にした仕様書作成では、マットレス運搬の労力と転倒・
転落のリスク回避の観点から、リバーシブルタイプでサイドエッジ構造、
感染の観点から次亜塩素酸ナトリウムでの清拭対応が可能なものとし
た。2．A社・B社のマットレスを体圧の観点と使用感で比較検討した。
仰臥位時・ベッド 60 度拳上時の体圧、看護師と患者の寝心地・すわり心
地のいずれも大差なかった。しかしA社の商品は底づき傾向にあり、骨
折で牽引する患者の架台が不安定となり選択できず、B社の褥瘡対応面
では、架台が安定しており牽引患者への使用が可能となった。【考察】1．
導入前のマットレスの問題点を明確にした事で、褥瘡予防・感染・転倒
転落のリスクが回避できる仕様書となった。2．2社のマットレス比較検討
では、単純に体圧が低いという観点だけでなく、底付きの有無や端坐位時
の滑り込みと寝心地も検討した。【終わりに】今後導入されたマットレス
の評価を行い、効果を検証していきたい。

P4-11-4 筋萎縮性側索硬化症患者における栄養状態の
検討～低栄養の危険因子の分析～

○
ま つ い た か こ

松井 貴子1、伊藤 菜津貴2、小原 仁2、亀谷 剛3、津田 丈秀3、
永野 功3

NHO 山形病院 内科 栄養管理室1、NHO 宮城病院 栄養管理室2、
NHO 山形病院 神経内科3

【目的】筋萎縮性側索硬化症患者における初回入院時の栄養状態の特徴を
明らかにするとともに、低栄養の危険因子を検討する。【方法】対象は，
国立病院機構山形病院神経内科に初回入院した筋萎縮性側索硬化症患者
50 名（男性 28 名，女性 22 名，平均年齢 65.3±12.6 歳，平均罹病期間 2.5±
2.7 年）とした。対象患者の栄養指標を調査し，栄養障害の発生率を検討
した。また，低栄養の危険因子（嚥下障害，経腸栄養，人工呼吸器及び高
齢発症）の有無により，対象患者を 2群に分類して各栄養指標を比較し
た。【結果】対象患者の栄養指標については，BMI は 18.0±3.1 kg�m2，血
清アルブミン（Alb）は 3.6±0.5 g�dl，ヘモグロビン（Hb）は 12.4±1.6
g�dl，総リンパ球数（TLC）は 1,561±479 count�mm3であった。栄養障
害の発生率については，低体重は 57.1％，低アルブミン血症は 38.8％，貧
血は 34.7％，免疫機能の低下は 24.5％で認められた。低栄養の危険因子の
有無による 2群の比較では，嚥下障害群のBMI 及びAlb は，嚥下機能正
常群よりも有意に低値を示した。経腸栄養群のBMI，Alb，及びHbは経
口摂取群よりも有意に低値を示した。人工呼吸器群のBMI 及びAlb は，
自発呼吸群よりも有意に低値を示した。高齢発症群のAlb は非高齢発症
群よりも有意に低値を示した。【結論】初回入院の筋萎縮性側索硬化症患
者の栄養状態については，栄養障害が高率で発生していた。更には，低栄
養の各危険因子を有する患者は，栄養状態が悪化しやすいことが示唆さ
れた。

P4-11-5 当院の妊婦健診における身体状況についての
調査

○
いいづか ゆ み こ

飯塚 祐美子、岩出 茉奈、森下 真理子、長田 文、齋藤 秀和、
志水 正明

NHO 静岡医療センター 栄養管理室

【背景・目的】妊婦は特異な代謝状態になり、妊婦の栄養状態が妊婦自身
の健康状態だけでなく、胎児の健康（発育状態・生活習慣病リスク増加）
にも関わってくることから、妊婦の食事に対する栄養指導は必要である。
当院では妊婦への栄養指導が少なく、健診での積極的な介入に向け妊婦
の身体状況と出生児の体重について現状把握を行った。【方法】2013 年 3
月～2014 年 3 月の間に、当院にて出産した妊婦 42 名について妊婦の体重
増加量、非妊時BMI、出産経験、妊娠後期のHb、妊娠後期の血圧、出生
週数、出生時体重について調査した。さらに、非妊時BMI18.5～25 の群に
おいて、「妊産婦のための生活指針」より、妊娠時の体重増加量 7kg 未満
を「不足」群、7～12kg を「適正」群、12kg より多い場合を「過剰」群
とし、出生児の出生体重、妊娠高血圧症（収縮期血圧 140mmHg以上また
は拡張期血圧 90mmHg以上）、たんぱく尿、貧血（Hb11mg�dl 未満）の
発生率について、それぞれ比較した。【結果】非妊時BMI18.5～25 の群
（30 名）のうち、体重増加量について不足 6名、適正 12 名、過剰 12 名で
あった。出生体重には各群に統計的有意差はみられなかった。過剰群の
み、高血圧が 3名、たんぱく尿があるものが 2名あり、適正群・不足群に
はみられなかった。貧血の発生率はいずれの群も 50％以上であった。【考
察・展望】当院受診の妊婦は体重増加量が推奨値よりも多い傾向にあり、
それらの妊婦には高血圧やたんぱく尿の傾向が見られた。また、半数以上
の妊婦が貧血であり、今後これらのような妊婦に対し、栄養指導を行って
いく意義は十分あるといえる。

P4-11-6 誰もがおいしいと思える食事を提供するため
に～病院給食の質の向上～

○
よ し だ ふ み こ

吉田 扶美子1、齋野 美侑2、武蔵 葉子2、矢幅 亜耶子1、
星川 孝之1、佐藤 茂雄1、高橋 剛1、佐藤 吉猶1、佐藤 恵一郎2

NHO 盛岡病院 調理室1、NHO 盛岡病院 栄養管理室2

【はじめに】近年、社会制度の充実や医療の質の向上により多くの人が医
療機関を利用しており、患者はどの病院が良いか選択することができる
ようになった。自らの入院やお見舞い、付き添いなどをする際、病院を選
ぶ上で食事の質は重要な選択材料となっている。当院は食事介助を必要
としている患者の入院が多いが、介助を行う職員が実際に盛岡病院で提
供している食事を喫食したことはない。また、調理師たちも入院患者以外
からの食事の評価は今まで聞いたことはない。しかし、病院の選択が出来
る昨今において一般の人からも「おいしい」と言われる食事を提供出来な
ければ今後の病院経営にも大きく関わる。よって、病院の食事は「病院の
味」とも言えるので、病院全体で極めていく必要があると感じ今回のテー
マとした。【方法】各病棟で 1ヶ月間、患者に提供している食事を喫食し
てもらいアンケート用紙に記入し評価してもらう。【結果・まとめ】多く
の病棟職員に当院で提供している食事を体感していただいたので、今後
患者様への食事介助を行う際に味について説明できるようになった。ま
た、職員に食事を食べてもらいアンケート項目の 80％が良い結果だった
ことから、調理従事者の自信に繋がり開けた調理室に近づいた。誰もがお
いしいと思える食事を提供するために、栄養管理室・調理室だけでなく
病院全体で取り組むことが出来た。今後、一人でも多くの患者様が病院を
選択する際に盛岡病院の食事はおいしいという理由でも当院を選んでい
ただけるよう、日々技術と知識を研鑽し病院給食の質の向上に努めたい。
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P4-11-7 ニュークックチルシステムにおける熱風式再
加熱カートを用いた適切な仕上げ加熱条件の
検討

○
せ お ようすけ

瀬尾 洋介1、竹野 翼1、岡田 知紗1、井上 友里1、宮城 正和1、
大崎 久美1、西田 真之1、中村 亜未1、内山 歩美1、角谷 和子1、
栢下 淳2、橋本 龍幸1

NHO 岩国医療センター 栄養管理室1、
県立広島大学 人間文化学部 健康科学科2

【目的】ニュークックチルシステムにおける熱風式再加熱カートによる食
事の再加熱条件は，過加熱による食事の乾燥や変色等の問題があり，中心
温度の十分な上昇と食味の低下の少ない再加熱条件の確立が急務であ
る。本研究は適切な再加熱条件を検討することを目的に，現在当院で運用
中の加熱条件で再加熱した食事の中心温度を測定し，大量調理衛生管理
マニュアルに再加熱の条件は記載されていないため、英国の再加熱温度
と時間の基準等について比較評価したので報告する。【方法】0�3℃に冷却
された調理済みの食事（煮魚等の主菜，野菜の煮物等の温かい副菜）を熱
風式再加熱カートで再加熱（加熱 110℃45 分間・クールダウン 75℃15
分間；計 60 分間）した際の温度を，データロガーおよび中心温度計で測
定した。また中心温度は，食事の種類・盛付量・食器・再加熱カート内の
位置についても比較した。【結果及び考察】合計 60 分間の加熱・クールダ
ウンにより，いずれの温度も再加熱カート庫内の温度上昇と比して緩や
かに上昇し，加熱終了後のクールダウン時でも，10 分間程度上昇した。中
心温度は，小鉢状の小さな食器に少量を盛り付けた食事で上昇しやすく，
塊の肉や切身の魚の食事で上昇しにくかった。再加熱カート表面・上段
で再加熱した副菜の 80％以上が，一次加熱の基準である中心温度 75℃1
分間以上に達した。主菜の 50％以上が中心温度 75℃1 分間以上に達しな
かったが，70％程度が英国保健省ガイドラインの基準である 70℃2 分間
に達した。今後は他の加熱条件も検討すると同時に，細菌検査を実施し，
熱風式再加熱の安全性について検討する必要がある。

P4-12-1 NST介入における栄養スクリーニングの有用
性について

○
はた みさお

秦 操1、鹿毛 亮佑1、丸林 美恵2、近藤 純子2、山田 朗加3、
佐藤 みづほ3、宇内 景4、青木 久恵5

NHO 村山医療センター 臨床検査科1、
NHO 村山医療センター 栄養管理室2、NHO 村山医療センター 看護部3、
NHO 村山医療センター リハビリテーション科4、
NHO 村山医療センター 外科5

【背景】NST介入を要する患者の抽出法として主観的包括的アセスメン
ト（Subjective Global Assessment : SGA）および客観的栄養評価（Objec-
tive Data Assessment : ODA）を用いた評価法がしばしば用いられる。当
院においても SGAおよび血清アルブミン（ALB）値を用いたスクリーニ
ングを用い、低栄養患者の抽出を行っている。今回、それらの抽出法の有
用性や問題点について検討した。【対象】2013 年 11 月から 2014 年 5 月ま
でに SGAおよび血液検査にて栄養評価を行なったすべての入院患者。
【方法】1．入院時および定期的に SGAおよび血清ALB値により栄養評価
を行ない、低栄養患者をリストアップした。2．NST介入の要否は低栄養
患者リストから食事量や全身状態をもとに症例検討会にて検討し、NST
介入を決定した。【結果】1．1046 件の SGAおよび 2550 件の血液検査デー
タからのべ 254 名の患者が低栄養患者としてリストアップされた。SGA
による低栄養患者の抽出は 11 名（0.1％）、ALB値での抽出は 243 名
（10％）であった。2．NST介入が必要であった症例は 254 名中 42 名
（16％）であったが、いずれもALB低値にて抽出された症例であった。2
つの方法で同時期に抽出された患者は 2名であった。【考察】NST介入を
要する栄養評価に関して、当院では SGAよりも血清アルブミン値による
抽出率が高く、有用性が示唆された。SGAでの抽出率が低かった原因と
して評価困難例や運用上抽出出来なかったことが考えられる。また血清
アルブミン値が栄養状態を反映していないという報告や SGAおよび
ALB値により抽出されなかった症例のなかにもNST介入が必要であっ
た症例が存在する可能性もあり、さらなる栄養スクリーニング法の確立
が必要である。

P4-12-2 褥瘡発生低下に向けたリンクナースの取り組
み

○
あ き と し み

安藝 寿美、岸本 修次、水田 里沙、大畑 誠二
NHO 徳島病院 看護部

【はじめに】当院では 2012 年において、15～16 件�月の褥瘡の保有があっ
た。褥瘡ケアについては、創の洗浄方法が統一されておらず、各個人の手
技で実施されていた。そこで、私たち看護の部門では、リンクナースが中
心となり褥瘡委員会で創の洗浄の手順を統一した。病棟での日々のケア
の中で、情報の共有と教育に努めた。その結果、改善を認めたので報告す
る。【対象・方法】2013 年 11 月～2014 年 4 月の間に褥瘡対策委員会に報
告があった入院患者 9名を対象に、統一した洗浄方法（微温湯 150～200
ml・綿棒を使用しこすり洗い）で毎日 1～2回の創処置を実施する。評価
はDESIGN�Rによる創の状態と検査データーによる栄養状態とする。委
員会ラウンドと主治医・リンクナースとで評価し、第 2・第 4火曜日に実
施した。【結果】対象とした入院患者 9名のうち、治癒 3名、改善傾向 4
名、変化なし 2名であった。研究期間中のアルブミン（Alb）平均値 3.4～
3.6 であり、栄養状態に変化は見られなかった。【考察】褥瘡の治癒促進に
は、除圧と創部の清潔と湿潤環境が必要である。洗浄は組織に付着した浸
出液や細菌等を除去し、組織が再生しようとする自然治癒力を助長する
ものと考える。これまで洗浄方法は各個人により実施され統一されてい
なかったため治癒促進はあまり期待できなかった。今回リンクナースに
より統一した洗浄方法への意識が高まり、褥瘡ケアの標準化が図れたと
考える。

P4-12-3 慢性期療養型病棟における低栄養患者の褥瘡
発生要因の分析

○
わたなべ かずなり

渡邉 一礼1、津田 朱里1、橋本 虎法2、内澤 康弘2、岡田 麗子3、
高橋 當子4、大志田 和子4、土肥 守2

NHO 釜石病院 栄養管理室1、NHO 釜石病院 リハビリテーション科2、
NHO 釜石病院 検査科3、NHO 釜石病院 看護科4

【はじめに】
重症意識障害などを伴う脳卒中後遺症や神経難病，重症心身障害児者

の慢性期療養型の病棟において，褥瘡の発生予防や肺炎などの発生予防
には，栄養状態の把握や評価が重要である．最近では，入院時や経過観察
としての血液検査による総蛋白（TP）やアルブミン（Alb）値のチェック
が重要である事が定着してきている．しかし，低Alb 血症であっても，褥
瘡を発生するケースと発症しないケースがあり，Alb 以外の因子も重要
であると考えられる．そこで，低Alb 血症患者における褥瘡発生に関与し
ているか因子について検討した．
【方法】
対象は，当院に入院中の重症慢性期患者のうち低Alb 血症を呈した 40

名とし，褥瘡発生群 23 名，非発生群 17 名の 2群として，身体計測値（体
格指数（BMI），上腕周囲長（AC），上腕筋囲（AMC），上腕三頭筋皮下
脂肪厚（TSF））および血液検査値（TP，Alb，T�cho 等の生化学検査項
目，Hbなどの血液一般）について比較検討した．
【結果】
身体計測値のうち，BMI は褥瘡発生群 16.7±3.4 kg�m2，非発生群

19.3±3.0 kg�m2と褥瘡発生群のほうが有意に低かった（p＜0.05）． また，
TSFも BMI と同様に褥瘡発生群のほうが有意に低かった（褥瘡発生群
8.8±5.2 mm，非発生群 13.7±4.7 mm）．それに対して，AC，AMCや TP，
Alb などの血液検査値はいずれの項目でも差は見られなかった．
【結論】
これまで褥瘡予防からの観点から，血液検査によるTPやAlb 値など

が重要であるとされているが，低Alb 値以外にもBMI や TSFといった
身体計測値も褥瘡発生予想に有用である可能性が示唆された．これらの
身体計測値は，日常のケアにおいても測定可能なものであり，血液検査と
並行して活用されるべきであると考えた．
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P4-12-4 胃内部で半固形化する経腸栄養剤の使用によ
り下痢症状の改善が見られた症例

○
ちちかわ たくろう

父川 拓朗、石田 みどり、上口 竜也、東久保 良美、奥 悟、
専田 恵里、茶谷 栄美子、石丸 孝則

NHO 関門医療センター 生活習慣病部内科 栄養管理室

【はじめに】経口摂取が困難な患者に対しての栄養補給方法として、可能
な限り経腸栄養が推奨されている。下痢症状は経腸栄養を行う上で、吸収
障害や褥瘡の原因となりQOLを低下させる要因の一つである。経腸栄養
の半固形化は粘稠度の増加により小腸通過速度を遅らせ、下痢の改善が
期待されている。しかし、胃瘻と比較すると経鼻胃管からの半固形化栄養
剤の使用は困難である。2種類の製剤を胃内部で混合し半固形化する試み
も検討したが、手技やコストの面から実行には至らなかった。今回、注入
速度を 30ml�h まで減速しても下痢症状の改善が乏しい患者に対し、胃内
部において 1種類で半固形化する栄養剤を使用し下痢症状の改善が見ら
れた症例を経験したので報告する。【症例】85 歳 男性 アテローム血栓
性脳梗塞の再発で入院。1病日より、経鼻経管チューブからの経腸栄養を
開始したところ下痢症状が見られた。【経過】7病日下痢改善用の経腸栄養
剤に変更、14 病日：改善見られない為絶食、21 病日：便量減量目的で 2.0
kcal�1ml の経腸栄養剤へ変更、腸内環境改善目的にビオフェルミン使用
開始、28 病日：改善見られない為絶食、35 病日：消化態栄養剤の注入開
始、42 病日：胃内半固形化経腸栄養剤の採用、注入開始、43 病日：水様
便から泥状便へ改善、44 病日：泥状便から有形便へ改善、46 病日：液体
の経腸栄養剤へ変更するも便性状は有形便を維持。【結語】経鼻胃管から
胃内半固形化栄養剤の使用により早期に下痢症状改善が見られた。胃内
部での様子を観察することは出来ない為、今後も慎重な使用が必要とな
る。しかし、困難な下痢症状患者に対する使用は有用であると考えられ
る。

P4-12-5 嗜好調査を通して疾患別にみた食事満足度の
比較・検討

○
いばらき

茨木 まどか、中辻 晴香、中井 渚、松本 靖、坂口 充弘
NHO 近畿中央胸部疾患センター 栄養管理室

【背景】当院は胸部疾患診療の高度専門施設であり肺癌、呼吸器感染症、
慢性呼吸器疾患を中心に循環器疾患、乳腺疾患の診療もおこなっている。
化学療法を受ける患者も多いことから食事は選択メニューを毎日実施し
ている。また麺類やにおいの少ないメニューなども設けて食欲不振患者
に対応しているが、患者から「病院食はおいしくない。食べる気がしない。
食事を見るだけで苦痛。」との訴えを聞くことが多い。嗜好調査において
大幅な食事評価の低下はないため、疾患による違いがあるのではないか
と考えた。
【目的】呼吸器疾患患者における治療による病院食の満足度の違いを比較
検討し、より良い食事提供を目指した病院食作りに役立てる。
【方法】2013 年度から 2014 年度の嗜好調査の結果をもとに治療による味
付けに対する評価を比較検討。また化学療法中に食欲不振を訴える患者
に対して聞き取り調査を実施。
【結果】「食事の味付け」の設問において肺癌病棟と慢性呼吸器疾患病棟で
回答の差が大きい。肺癌病棟では約 40％が「味付けが薄い」と回答した
のに対し、慢性呼吸器疾患病棟では約 15％であった。
【考察】肺癌病棟では化学療法を受けている患者が多く、副作用による味
覚異常が影響しているのではないかと考えられた。患者は食欲不振にな
ることが多く、病院食が食べられず精神的苦痛になっていることがある。
現在、味覚異常があっても受け入れやすい新たな食種を検討中であり、食
事へのストレスの緩和、患者のQOL向上に貢献できるよう取り組んでい
きたい。

P4-12-6 慢性腎臓病の独居の高齢者が、宅配治療食にて
腎機能の進展の防止に繋がった症例について

○
ひ ら た まもる

平田 守1,2、若松 俊孝1、中村 智信2

NHO 名古屋医療センター 栄養管理室1、
NHO 名古屋医療センター 腎臓内科2

【はじめに】我が国は他国に例を見ない急速な高齢化社会の状況にある
中、食事療法が必要な高齢者は、様々な要因により、やむを得ず食事療法
による治療に取り組むことのできない方も多く見られる。そこで今回、高
齢の独居の男性で調理が出来なく、宅配による治療食にて腎機能の進展
の防止に繋がった症例について報告する。【症例】75 歳男性、身長 169cm、
体重 62.9kg。腎硬化症と両側腎結石よる慢性腎臓病。数年前の検診で腎臓
病を指摘されていたが、そのまま放置。2011 年 3 月に Cr 値が 4.6mg�dl
となり近医からの紹介で受診し、通院となる。同年 7月に Cr が 6.5mg�dl
になり、シャント増設で入院。昼食・夕食は外食や弁当、総菜等【方法】
指示量 1,800kcal、たんぱく質 40g、塩分 6g未満指導。主治医から宅配治
療食も含めた指導依頼があった。宅配治療食は昼、夕の 2食で。朝食はパ
ン食にバターやジャム粉飴などで栄養量を調整をした。【結果】2011 年 7
月の指導時Crは 6.51mg�dl・UA7.5mg�dl・BUN81mg�dl・K5.5mEq�
L・血圧 130�60mmHg。指導後の同年 9月から翌年の 5月まで、Crがほ
ぼ 5mg�dl と安定し、BUNも 40�70mg、またKも 4.4～5.5mEq�L と推移
していた。指導後一年半の 2013 年 1 月に、Crが 8.50mg�dl となり透析導
入となった。【まとめ】高齢者の一人暮らしが多くなる傾向から、従来の
薬物療法と宅配治療食にて腎臓病の進展を少しでも防止できたが、旅行
時の食事、又は経済的な問題やメニューへの飽きもあり、それについて業
者との検討が必要と思われる。今回、シャント増設時の入院指導から退院
後の外来継続指導が活かされた症例ではある。しかし早期に治療を実践
していれば透析導入の遅延に繋がったと考えられる。

P4-12-7 栄養士の業務内容の見直しと取り組み 第2
報

○
たかはし さ な え

高橋 早苗、新野 智与、會田 裕子、芝木 美香
NHO 旭川医療センター 栄養管理室

病院栄養士の業務内容は様々であるが、今日の栄養士の役割は患者の栄
養管理に携わるという部分に重きがおかれている傾向がある。当院でも
栄養士は診療援助、入院日数短期間化、患者サービス、収入面（食事療養
費、栄養指導など）の向上とともに、チーム医療強化となる業務を求めら
れている現状である。しかし、食数管理や発注管理等の業務を行うこと
で、上記の業務に取り組む時間をさくことが難しい現状であった。平成 25
年度より栄養士業務の委託範囲が拡大されたことで栄養管理業務の時間
を増やすよう取り組み、昨年の国立病院総合医学会で報告したところで
あるが、本年 4月より給食に係る業務を全面委託したことで病院栄養士
の業務は大きく変化し、栄養サポートチーム加算の実施も開始した。そこ
で、委託業務拡大に係る業務の見直し・栄養管理業務拡大・標準化への
取り組みを行ったので報告する。業務時間調査を使用し現行の業務内容
の把握を行った後、業務内容の整理、手順の見直しを行った。給食関連業
務を委託したことで栄養指導・栄養管理・チーム医療に係る業務を行う
時間が増加し、より細やかな栄養管理を行うことができると考える。ま
た、病棟カンファレンス・回診などに参加し情報収集を行い、治療上の理
由により食事摂取に問題を抱えている方に対する食事相談や栄養管理を
行うことで個人にあった栄養、食事の提案を即時に行うことを目標に取
り組んでいる。他部署、他部門と情報共有しながら患者の栄養管理に携わ
ることも重要であると考えている。この業務・取り組みを標準化し、どの
栄養士でも一定の栄養に係る医療を提供し、病棟に常駐しての栄養管理
を行うことを目標に日々取り組みたい。
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P4-13-1 褥瘡対策における亜鉛含有製剤の有効性の検
討

○
きしもと しゅうじ

岸本 修次、水田 里沙、安藝 寿美、大畑 誠二
NHO 徳島病院 臨床検査科

【はじめに】当院は神経・筋難病の拠点病院であり、多くの難病入院患者
をかかえている。その多くは寝たきりであったり、体位変換が困難な状態
である。それだけに栄養状態が悪くなると褥瘡の発生をみることが多く、
治癒経過も思わしくないことがある。今回われわれは、亜鉛含有製剤ポラ
プレジンク（以下 PZ剤）の投与によって褥瘡の改善・治癒が見られた複
数の症例を経験したので報告する。【対象・方法】2013 年 11 月より褥瘡対
策委員会のラウンドによって報告があった入院患者より、血清亜鉛（以下
Zn）値が低値（65μg�dl 以下）の患者を対象とした。同時にアルブミン
（以下Alb）、コリンエステラーゼ（以下ChE）、プレアルブミン（以下
preA）を測定し栄養指標とした。Zn、Alb、ChEは PZ剤投与から褥瘡治
癒までの間、原則として月 1回測定し動向を観察した。亜鉛の過剰摂取に
よる銅欠乏性貧血のチェックのためにCBCは不定期、血清銅は褥瘡治癒
後に測定した。【結果】ほとんどの患者で褥瘡の改善・治癒がみられた。
血清亜鉛値は PZ剤投与後上昇したが、一部の患者で一時低下しのちに上
昇した。Alb や ChEに変化は見られなかった。銅欠乏性貧血と思われる
検査データは見られなかった。【考察】亜鉛は 70 種類以上の酵素において
その構成成分をなしている。不足するとDNA�RNAポリメラーゼやペプ
チダーゼに影響を与え、核酸合成や蛋白合成が阻害されることにより細
胞新生を低下させる。褥瘡の治癒には欠損した皮膚の修復に肉芽が必要
なことから亜鉛不足は治癒を遅らせることとなると思われた。今回の結
果を踏まえ、今後は栄養サポートチーム等とも連携し褥瘡の予防にも役
立てるのではないかと思われた。

P4-13-2 DVT予防間歇的空気圧迫装置使用による皮膚
トラブル発生の検証―靴下・ストッキングに
よるずれ防止について―

○
ま す だ な お と

升田 直仁、大山 かおり、矢野 宏明、筆塚 まどか、
名川 ゆかり、橋本 史香、山岡 良江

NHO 岩国医療センター 9階西病棟

［はじめに］A病棟では整形外科疾患患者の血栓予防法として、間欠的空
気圧迫装置と弾性ストッキングまたは弾性包帯を併用している。前年度
は、皮膚トラブル予防に保湿剤を使用し効果は得られたが皮膚トラブル
は発生している。今回、皮膚トラブル予防に保湿剤を併用し市販の靴下や
ストッキングと間欠的空気圧迫装置を使用した。その有効性を検証した
ので報告する。［目的］間欠的空気圧迫装置使用時に、市販の靴下やストッ
キングを用いることで、加圧時のずれが減少し皮膚トラブルが軽減でき
るかを明らかにする。［方法］1）看護師を 10 名に 2種の間欠的空気圧迫
装置（AVインパルス・フットポンプ）と靴下・ストッキングを装着して
圧力とずれを測定する。最もずれの小さい組み合わせを患者に採用する。
2）患者にスキンチェッカーを使用し、水分・油分・柔軟性を測定する。
間欠的空気圧迫装置装着部位全体に保湿剤を塗布する。3）患者に 1）の組
み合わせで 3日間連続して圧力とずれの平均値を出す。倫理的配慮：A
病院倫理委員会の承認を得た。［結果］ずれの大きさはAVインパルスと
ストッキングの組み合わせが 2.2N と最小であった。患者対象の測定で
は、前年度実施した弾性ストッキングとのずれが 1.675N で今回比較した
ストッキングは 1.34N と、ストッキングの方が 0.335N ずれが低いという
結果であった。［結論］間歇的空気圧迫装置の使用において、ずれの大き
さはストッキングとAVインパルスを装着する組み合わせで皮膚のずれ
を小さくすることができる。特に皮膚の乾燥している高齢者に対して、保
湿剤とストッキングの併用は皮膚トラブルの予防に効果があった。

P4-13-3 顕著な浮腫と低アルブミン血症を伴った半固
形栄養剤使用患者で植物油の添加により栄養
状態の改善を図った1症例

○
た な か ゆうたろう

田中 雄太郎1,2,3,4、鷹田 としみ2、勝又 好美2、織田 裕子3、
福島 一雄4

国立駿河療養所 栄養班1、国立駿河療養所 看護課2、
NHO 金沢医療センター 看護課3、国立駿河療養所 医師4

【はじめに】元ハンセン病患者で半固形栄養剤使用患者において下肢から
体幹部までの高度浮腫を認め、TP、Alb が低下した症例において、半固形
栄養剤に植物油を添加し、栄養状態に改善がみられた症例を認めたので
報告する。【症例】86 歳女性、既往は糖尿病、統合失調症、認知症、心疾
患。身長 140cm、体重 32kg、顕著な浮腫あり。TP4.5g�dl、Alb2.5g�dl、
Hb11.7g�dl、K2.7mEq�l、Na148mEq�l、TG83mg�dl、T.chol174mg�dl、
CRP0.04mg�dl。E : 800kcal、P : 30g、水分 1575ml。PFC比率は 15 : 16 :
68、NPC�N比は 141。【介入方法】必要エネルギー量は日本人の食事摂取
基準 2010 年度版に基づき算出した。高齢であり消化管への影響を考慮し
て使用中の栄養剤は変更せず、植物油を栄養剤に添加し提供した。植物油
の摂取目標量を 10g�day とし、添加量 1gから開始して状態を見ながら目
標量まで増量した。最終提供量はE : 890kcal、PFC比率は 12 : 32 : 56、
NPC�N比は 160 となった。【結果】介入後TP、Alb は徐々に上昇しはじ
め、介入 7週目にはTP6.4g�dl、Alb3.2g�dl、Hb11.0g�dl、K4.8mEq�l、Na
135mEq�l、TG73mg�dl、T.chol149mg�dl となった。浮腫の軽減も認めら
れた。【まとめ】既製の半固形栄養剤を使用した栄養管理において植物油
を添加し個別の栄養量に調整を加え功を奏した 1例であった。今後も他
の類似症例において有効なものか検討していきたい。

P4-13-4 NST専門療法士教育研修を実施して～新潟県
での活動報告～

○
さ わ だ しゅうや

澤田 周矢1、岩崎 亮1、曽我 彩1、早川 明子1、鈴木 秀範2、
一原 央子1、横村 信子1、小金澤 佑太1、山崎 英明1、
伊藤 恵太1、花岡 伸一1、立川 裕子1、山本 直樹1、谷 卓1、
長谷川 有香1、齋藤 泰晴1

NHO 西新潟中央病院 栄養管理室1、NHO 水戸医療センター2

【はじめに】当院は 2006 年に、日本静脈経腸栄養学会よりNST専門療法
士実地修練施設として認定を受け、2007 年よりNST専門療法士教育研
修を開始した。現在までに院外から 100 名を超える参加者を受け入れて
いる。そこで今までの教育研修の成果を振り返ると共に、今後の教育研修
の内容をより有益なものにしていくため、当院の実地修練に参加した県
内の施設に対してアンケート調査を行ったのでその結果を報告する。【方
法】2007 年から 2013 年までの 7年間に研修に参加した県内 25 施設に対
してアンケート調査を行った。各施設に対する質問項目として、1．NST
の稼働の有無、2．NST加算の取得の有無、3．NST専従・専任職員の研
修受講施設、4．NST専門療法士の有無について調査を行った。また、当
院で行われる実地修練の実施回数、時期、カリキュラム内容、研修費が妥
当かどうかについても調査を行った。【結果】アンケートを送付した 25
施設中、22 施設より回答を得た（回収率 88％）。22 施設中、NSTが稼働
しているのは 20 施設であった（91％）。NST加算を取得しているのは 8
施設であり（36％）、8施設全て当院で研修を受講した職員が専従又は専任
業務を行っていた。また 22 施設中 17 施設でNST専門療法士を取得した
職員がおり（77％）、合計 31 名が当院での研修を修了した後、NST専門
療法士を取得していた。【考察】新潟県内にNST専門療法士実地修練施設
は 11 施設が存在するが、NST稼働認定施設の 28 施設中 20 施設（71％）
が当院での教育研修を受けており、当院は県内の教育研修にそれなりの
役割を果たしてきたと思われる。
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P4-13-5 入院中の減塩食喫食患者に対する塩分アン
ケート調査の結果から

○
や ま ね

山根 あゆみ1、田村 美帆1、陰山 麻美子1、内藤 裕子1、
大西 正人2

NHO 東近江総合医療センター 栄養管理室1、
NHO 東近江総合医療センター 循環器内科2

【背景】東近江総合医療センターは、滋賀県地域医療再生計画及び東近江
市病院等整備計画により平成 22 年度の 135 病床から、平成 25 年度には
320 床と増床し、急性期医療及び二次救急を担う地域の中核病院となっ
た。入院患者数増加に伴い、減塩食や栄養指導の必要性が高まりつつあ
る。そこで減塩食喫食患者の塩分摂取状況について調査したので報告す
る。【方法】平成 25 年 12 月からの 4か月間、当院に入院し減塩食を喫食
していた患者のうち、栄養指導実施時に塩分摂取習慣についてのアン
ケートを実施した患者 127 名（男性 74 名、女性 53 名）を対象とした。ま
た、127 名のうち、入院中に 2回目のアンケートが実施出来た患者 51 名
（男性 27 名、女性 24 名）について、アンケート項目を点数化し結果を比
較した。【結果】初回のアンケート調査では、「減塩醤油を使わない」、「1
日 1杯以上味噌汁を飲む」、「濃い味付けが好き」の項目が多かった。2
回実施した患者について結果を点数化し（点数が高い程、塩分摂取が多
い）比較すると、1回目は 0�3 点が 33％であったのに対し、2回目では
45％と増加していた。また減塩食の 1日の塩分量の認知度について 1回
目の正答率は 4％であったが 2回目は 27％であった。【考察】減塩の栄養
指導では、汁物や味付けについての重点的な指導が有効と示唆された。2
回指導が実施できた患者では塩分摂取への認識が改善しており、栄養指
導を継続的に実施することが効果的と考えられた。今後は継続した栄養
指導の実施により、食習慣での患者が行動変容出来るようサポートして
いきたい。

P4-13-6 当院におけるNST依頼の増加に向けての取り
組み

○
まいはら か ほ こ

舞原 香保子、木村 伸哉、伊藤 菜津貴、加藤 雅子、
長谷川 真奈美、土田 千鶴、芦名 真紀子、栗原 幸江、
小原 仁、楢崎 信子、大島 武子、安藤 肇史

NHO 宮城病院 NST

｛はじめに｝当院では、平成 23 年 2 月よりNSTを設立して活動を開始し
た。しかし、設立より 2年が経過していたが、NST介入件数は月 10 件前
後の低い件数であった。そこでNST対象患者の抽出方法を検討し、NST
依頼を増加させる取り組みを行ったので報告する。｛検討方法｝NST依頼
を増加させる取り組みにあたり、NST内でワーキンググループを組成し
た。ワーキンググループでNST依頼件数が低い原因を調査するととも
に、その対策を検討した。｛結果｝NST依頼件数が低い原因を調査したと
ころ、「NST介入の明確な基準がない」、「NST依頼方法が院内スタッフに
周知されていない」、「NST加算可能病棟患者を優先にしていた」、「当院
の患者の特徴に合ったスクリーニング項目ではない」などの問題点が明
らかになった。その対策として「当院患者の特徴である、嚥下障害に対応
したスクリーニングを作成」「栄養管理計画書にNST介入基準の明確化」
「全病棟をNST対象者にするとともに栄養士の病棟担当制の導入」「NST
介入の流れを表にし、スタッフへの周知徹底」「NST介入患者専用の臨床
検査オーダー項目の作成」を実施した。その結果、NST介入件数は約 2
倍に増加した。｛考察｝NST対象患者が増加した要因としては、対象患者
の抽出方法が明確化したこと、NSTの依頼方法がスタッフに周知できた
ことがあげられる。また、当院の患者の多くは嚥下障害を発症しており、
このような患者に対して早期の介入が可能になったことも増加の要因で
あると考えられる。今後は、NST介入の効果についても検討して、効果
的なNST活動を行っていきたい。

P4-13-7 胃切除術後の部位別栄養指導マニュアルの作
成を試みて

○
よしはら ち あ き

吉原 千晶、細谷 美紗、麻植 美春、酒永 智子
NHO 浜田医療センター 栄養管理室

【はじめに】現在、術式別に関係なく同じ指導媒体を使用している。指導
経験が浅いと指導ポイントが掴めず、質が担保出来ないことがある。ま
た、患者理解度も不明であり、改善点などが把握出来ていない状況にあ
る。【目 的】胃切除術後患者に対し、指導媒体や指導方法を見直すこと
により栄養指導の標準化を図り、患者満足度の向上を目指す。【方 法】
1．術式別栄養指導ポイント表の作成 2．既存の患者指導用リーフレット
の見直し 3．栄養指導後に理解度把握のための患者アンケート実施【結
果】会場にて実施結果を報告する。【まとめ】術式の特徴、指導上注意す
る点、患者様に理解して頂くポイントを明確に表示することで、指導の標
準化が図れ、患者満足度向上に繋がるのではないかと考える。アンケート
結果をもとに見直しながらブラッシュアップしていくことにより更なる
満足度向上に繋げたい。

P4-14-1 在宅MSA患者に対するペグアシスタの使用
経験～最後まで食べたい思いを支援する取り
組み～

○
たにおか みどり

谷岡 緑1、小森園 章1、檜垣 綾2、福場 浩正3、宮地 隆史3、
住元 了4

NHO 柳井医療センター リハビリテーション科1、
NHO 柳井医療センター 地域連携室2、NHO 柳井医療センター 神経内科3、
NHO 柳井医療センター 外科4

【はじめに】当院は神経筋疾患を担う基幹病院で主疾患の影響から嚥下障
害を呈する患者は多い。そこで言語療法部門を開設と同時に嚥下障害に
対する訪問リハを展開してきた。今回、嚥下障害を呈した経口摂取へ強い
意欲を持つ在宅MSA患者へ介入し、ペグアシスタを使用して最後まで
経口摂取への思いを支援した取組みについて報告する。
【症例】A氏・60 歳代男性。X年にMSAを発症。X年＋4年に胃瘻造設
を行い在宅療養中。自力体交は困難で寝たきり状態。気管切開は希望して
おらず音声機能は残存しているが、声量の著しい低下及び構音障害によ
りコミュニケーションは成立し難い。希望として延命処置は行わず誤嚥
のリスクはあっても食べる楽しみは失いたくないとのことであった。
【経過・結果】X年＋5年より介入。MWST2 点・FT3 点。口腔期障害及
び頸部の過伸展・拘縮を認め、ハイリスク症例であり経口摂取は困難と
考えたが、本人の強い要望を主治医が尊重し、直接訓練を開始することに
なった。介入以前より長期にわたり誤嚥性肺炎を繰り返しており、訪問し
ても直接訓練が行えない状況が続いた為、対応方法を検討。ペグアシスタ
を使用したミキサー食注入を提案した。ペグアシスタは患者の体調に合
わせて注入速度を調整しやすい・微力で使用可能という利点がある。使
用方法は 1．栄養剤の注入時はとろみによって粘性をつけ、観察しながら
注入速度の調整を行う。2．家族と同じ食事をミキサー食に加工し、食べ
る喜びや味を楽しむ目的で少量摂取された後に注入する 2点とした。ペ
グアシスタ導入後は嘔吐・逆流による肺炎が消失し、直接訓練を行える
機会が増加し、本人・家族共に満足度は高かった。
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P4-14-2 呼吸器内科病棟における褥瘡発生の要因分
析―分析シートを活用した考察―

○
い ざ わ しゅんじ

井澤 俊二、中原 剛志、長谷川 史恵、前田 久美子
NHO 米子医療センター 呼吸器内科病棟

【目的】A病院呼吸器内科は、平成 24 年度褥瘡発生件数が前年度よりも増
加した。そこで、褥瘡発生要因を分析し、明らかにする。【方法】入院診
療録と褥瘡対策に関する診療計画書を基に分析シートを作成し、患者要
因と看護援助方法要因に分けて褥瘡発生要因の分析を行う。【結果】褥瘡
発生患者は 21 名。基礎疾患の中で悪性腫瘍は 8名、うち 7名が死亡。ま
た人工呼吸器使用者や胸腔ドレーン挿入中の患者、鎮静を掛けている患
者は計 7名。入院時より高機能エアマットレスの使用者は 2名、入院途中
で使用開始した患者は 9名。褥瘡危険因子については、生活自立度C以下
が入院時 12 名、褥瘡発生時 18 名、自力での体位変換不可は入院時 12
名、褥瘡発生時 16 名。入院時栄養低下ありは 9名。入院時TP6.2g�dl、Alb
2.8g�dl、褥瘡発生時TP5.7 g�dl、Alb2.5 g�dl。入院時、褥瘡発生リスク
（以下リスクとする）判定により、リスクありは 18 名。入院時にリスクの
看護計画が立案されたのは 13 名。発赤出現時に看護計画を修正したもの
は 15 名であった。【考察】入院時リスクありの患者は、全身状態悪化に加
え人工呼吸器等による体動制限が発生に繋がったと考える。入院時リス
クなしの患者にも褥瘡発生があり、全身状態の悪化や栄養状態の低下が
影響していると考えられる。また、終末期のハイリスク患者が多く、予防
対策を施しても褥瘡発生が起こる場合があるとわかった。発赤出現時に
看護計画の立案、修正は行われているが、見落とされた発赤や看護計画の
修正がないもの、入院時の観察の記録が不十分なものもあり、観察、記録
の強化が必要であると考える。

P4-14-3 経管栄養患者において短期間Zn投与による
血清Cu値の影響

○
み ず た り さ

水田 里沙1、堺 千賀子1、山北 健二1、岸本 修次2、藤井 奈甫3、
安藝 寿美4、大畑 誠二5

NHO 徳島病院 栄養管理室1、NHO 徳島病院 検査科2、
NHO 徳島病院 薬剤科3、NHO 徳島病院 看護部4、NHO 徳島病院 外科5

【背景】Znを投与する事が褥瘡治療に有効であると考えられている。しか
し、Znは腸管から吸収する過程でCuと拮抗する為、Znを積極的に投与
するとCuの吸収を阻害し、Cu欠乏を引き起こす可能性があると考えら
れている。当院は褥瘡かつ経管栄養の患者にプロマック（Zn含有薬物）を
上限範囲内で投与する事で血清Cu値に影響を及ぼすかどうか検討した。
【対象】当院に入院中の褥瘡かつ経管栄養患者 5名【方法】プロマックを
投与した対象者の血清のTP、Alb、Cu、Zn値と摂取した Zn�Cu 比を検
討した。【結果】血清 Zn値 61.2±11.78（50�81）に対し、血清Cu値は
117.6±10.01（104�127）と全員が正常範囲内であった。血清TP値は 6.6±
0.56（5.8�7.3）、血清Alb 値は 2.8±0.32（2.4�3.2）であった。【考察】2010
年の食事摂取規準では Zn�Cu の比は 13�1（50～69 歳男性の推奨量 Zn12
mg、Cu0.9mg）とされている。Zn�Cu 比は 10�1 以上が望ましいと報告が
あるが、正確な比率は定かでない。今回、経管栄養剤とプロマックを合算
して摂取した Zn�Cu 比は 34～45�1 であったが、対象者で血清Cu値が低
値を示したものはいなかった。また、Zn投与によるCu欠乏の報告はCu、
Znの吸収部位に影響がある慢性的な下痢や胃切除といった背景があっ
た。【結論】消化器疾患がない経管栄養患者に上限範囲内の短期間プロ
マックを投与しても、銅欠乏の問題はみられなかった。

P4-14-4 臨地実習の充実を目指して～実習生アンケー
トの活用～

○
あ お き ひ ろ み

青木 緩美1、山ノ内 ゆかり1、松本 健太1、近藤 梨佳子1、
山下 未侑2、藤田 かほる3、江頭 有一1

NHO 東埼玉病院 栄養管理室1、NHO 災害医療センター2、NHO 神奈川病院3

【目的】当院では、通年、実習生の受け入れを積極的に行っている。今回、
現在の実習内容の評価や今後の見直しの参考にするために、アンケート
を実施した。【対象・方法】平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月の期間に、当
院栄養管理室で臨地実習を受け、かつアンケートの回答をした 55 名。対
象者は 2週間実習・3年生（以下 2W3年）：13 名、3週間実習・3年生
（以下 3W3年）：29 名、3週間実習・4年（以下 3W4年）：13 名の 3群に
分けた。アンケートは、実習初日と最終日に実施し、結果を検証した。
【結果】「思い出に残った実習内容や印象に残った講義は何か」の問いに
は、「アレルギーについての講義」「栄養管理計画書の作成」「手作りおや
つ」の回答が上位であった。「実習前に知りたいことが学べたか」の問い
には、「学べた」という回答が全体で約 9割だった。「病院栄養士になりた
いという気持ちは何％か」という設問での回答は、 実習初日→最終日で、
2W3年：38.1±10.3％→50.4±16.4％（p＝0.030）、3W3 年：40.9±24.3％→
41.5±27.5％、3W4 年：50.4±12.3％→62.7±9.3％（p＝0.011）であった。
【考察】実習の中で好評だった内容は、実習生自身が体験・経験できる実
習であり、学校では味わえない体験でもあるため、評価が高くなったと考
える。また、初日アンケートで個人の希望を聞き取り、できる限りサポー
トを行うことを実践しているが、それが学べた実感に繋がっていると考
える。アンケートを通して、実習生から見た内容全般の評価を行うこと
で、指導者側が指導内容を振り返ることができた。【結論】アンケート調
査や実習生の声を参考に、現状にとどまらず、更なる内容の検討し、充実
した実習を提供する必要がある。

P4-14-5 小児食物アレルギー栄養指導実施に向けての
取り組み

○
つ ち や ひ と み

𡈽屋 仁美1、田代 保恵1、重村 優依1、齊藤 彩子1、酒井 陽子1、
伊藤 友香1、中村 陽子2、林 典子4、長谷川 美穂4、柳田 紀之3、
海老澤 元弘4

NHO 相模原病院 統括診療部 内科系診療部内科 栄養管理室1、
NHO 相模原病院 内科2、NHO 相模原病院 小児科3、
NHO 相模原病院 臨床研究センター アレルギー性疾患研究部4

【はじめに】食物アレルギー患者は近年増加傾向にあり、当院で施行した
食物経口負荷試験（以下負荷試験）件数も 2011 年 2202 件、2012 年 2672
件、2013 年 2992 件と増加傾向にある。当院栄養管理室の食物アレルギー
に関わる業務は、アレルギー食の献立作成、負荷試験食の調理等、給食管
理業務が中心である。栄養指導業務は小児食物アレルギー以外の疾患を
担当し、小児食物アレルギーの栄養指導は臨床研究センター管理栄養士
が専任で行い、栄養管理室は関わっていなかった。【目的】栄養管理室の
管理栄養士が食物アレルギーに関する専門的な技術を身につけ、より多
くの患者への栄養指導の実現と、その体制の確立を目的とする。【方法】
小児食物アレルギーの栄養指導を行うには、食物アレルギーに関する専
門知識の習得の他、食物アレルギーの診療、栄養指導が必要とされるタイ
ミング、保護者の訴えや悩み等も理解しておく必要がある。そこで平成 26
年 3 月より、小児科医師、臨床研究センター管理栄養士による食物アレル
ギーに関する講義の受講、負荷試験、外来診療、栄養指導の見学を行う研
修を開始した。【結果】医師及び管理栄養士による講義を 3回受講し、1
人当たり 70 件の負荷試験見学及びアレルギー初診外来の見学を行った。
【考察】実際に小児食物アレルギーの栄養指導を見学する事により、小児
という発達段階にある対象に対する栄養指導、アレルギー疾患に対する
栄養指導の難しさに気付く事ができた。今後は研修の経験を生かし、患者
のニーズに合った質の高い栄養指導を心がけ、食を通して必要なサポー
トを継続的に行っていきたい。学会当日には研修の成果、行った栄養指導
についても併せて発表する予定である。
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P4-15-1 当院で出生した母体糖尿病児の検討

○
く ろ す ひ で お

黒須 英雄1、阿水 利沙1、北 誠1、豊田 有子1、石塚 哲也1、
鶴田 悟3、河田 興1、秋山 祐一1、山田 和範2

NHO 京都医療センター 小児科1、NHO 京都医療センター 糖尿病内科2、
神戸市立中央市民病院 小児科3

【緒言】母体糖尿病児は様々な疾患に罹患する頻度が比較的高く、妊娠中
の血糖コントロールが重要である。今回、当院で出生した母体糖尿病児の
データを集め、後方視的に検討したので報告する。【方法】2010 年 1 月 1
日から 2014 年 5 月 20 日までに当院で出生した母体糖尿病児 44 例と母
親のデータを診療録から集めた。児の低血糖症、多血症、呼吸障害、先天
奇形、分娩外傷の発症数と、母親の病型、治療方法、分娩方法、血液検査
データとの間に関連があるかどうか検討した。【結果】44 例の在胎週数は
38 週 3 日±16 日、出生体重は 3102±634g であった。heavy for date 児が
10 例、light for date 児が 3例あった。44 例中、低血糖症 6例、多血症 0
例、呼吸障害 13 例、先天性心疾患 2例、分娩外傷（鎖骨骨折）1例であっ
た。母親の病型は 1型 13 例、2型 21 例、妊娠糖尿病 10 例であった。妊娠
糖尿病 10 例では疾患罹患症例は無かった。治療方法は、インスリン自己
注射 32 例、食餌療法 12 例であった。分娩方法は、経膣分娩 24 例、帝王
切開 20 例であった。母親の血液Hb A1c 値は、5.84±0.70％であった。低
血糖症発症者は出生体重が大きく母体Hb A1c 値が高い傾向にあり、呼
吸障害発症者は出生体重が小さく母体Hb A1c が高い傾向にあったが、
有意差は認めなかった。なお、母体が妊娠高血圧症を合併した症例が 10
例あったが、在胎週数が有意に小さく、呼吸障害発症率が有意に高かっ
た。【結論】当院のデータでは、妊娠糖尿病以外の病型で児が低血糖症や
呼吸障害を起こす頻度が比較的高いことが判明した。特に母体妊娠高血
圧症が存在する場合、児が早めの分娩となり呼吸障害を発症する率が有
意に上昇することが分かった。

P4-15-2 両側高度水腎症による腎機能障害をきたした
ムコリピドーシス3型の一例

○
きたはら

北原 あゆみ1、田中 藤樹2、長岡 由修2、重冨 浩子2、
荒木 義則2、長尾 雅悦2

NHO 北海道医療センター 初期臨床研修医1、
NHO 北海道医療センター 小児科2

【はじめに】ムコリピドーシスはN�acetylglucosamine�1�phosphotrans-
ferase の欠損によりライソゾーム酵素のマンノース�6�リン酸（M6P）化
が障害されるために、M6P受容体を介した酵素の細胞内への取り込みが
働かず、結果分解されないさまざまな基質が蓄積する、極めて稀な常染色
体劣性遺伝性の疾患である。多発性異骨症、胸郭の変形による拘束性換気
障害、精神運動発達遅滞、心弁膜症、肝腫大、ガルゴイル様顔貌などが認
められるが、泌尿器合併症についての報告はない。今回、高度水腎症によ
る腎機能障害をきたしたムコリピドーシス 3型の症例を経験したので報
告する。
【症例】ムコリピドーシス 3型の 23 歳男性。半年前から血清クレアチニン
上昇が見られ、腎機能障害の精査目的に入院した。患者は多発性異骨症、
心弁膜症などムコリピドーシスに特徴的な合併症を有するが、腎泌尿器
疾患の既往は約 10 年前に腎嚢胞を指摘された以外に無かった。CTで両
水腎水尿管、膀胱の松傘様変化、MRI で上位頸髄の圧迫、椎体配列不整、
腰椎の狭窄を認め、神経因性膀胱による機能性尿路閉塞を疑った。高度の
気道狭窄で麻酔困難であり、内科的治療を検討した。尿道カテーテル留置
で腎機能障害は改善傾向を示したため、間欠的自己導尿を開始した。
【考察】ムコリピドーシスでは多発性異骨症による骨盤、脊柱、肋骨の変
形をきたすことが知られているが、本症例では腰椎の変形によって腰髄
が圧迫され、神経因性膀胱となり、両側水腎症、腎機能障害をきたしたと
考えられた。ムコリピドーシスで泌尿器合併症についての報告はないが、
腎機能障害を認める場合、このような病態も考慮に入れる必要があると
考えられた。

P4-15-3 基礎疾患のない13歳女児に発症した感染性
心内膜炎の1例

○
お の え やすひろ

尾上 泰弘1、原 卓也1、山下 博徳1、三浦 亘智2

NHO 小倉医療センター 小児科1、NHO 小倉医療センター 放射線科2

【はじめに】小児の感染性心内膜炎は主に先天性心疾患などの基礎疾患に
続発して発症するが稀ながら基礎疾患のなくても発症する。今回我々は
基礎疾患のない 13 歳女児の感染性心内膜炎を経験したので報告する。
【症例】＜既往歴＞先天性心臓病等の基礎疾患なし。う蝕等口腔内異常な
し。＜生活歴＞中学校陸上部の選手。＜家族歴＞特記事項なし。＜現病
歴＞正月明けに頭痛を朝訴え、夕方から 38.4℃の発熱が出現。2，3病日
にインフルエンザ抗原検査を行うも陰性。3病日に嘔気あり抗菌薬、制吐
薬内服。5病日WBC5300�μl，CRP 3.6mg�dl，CTRX div 施行。その後も
頭痛、発熱が続き、8病日に紹介入院。＜入院時現症＞BT 39.9℃，PR 97�
min，BP 112�51mmHg，RR18�min，咽頭軽度発赤あり、口唇充血軽度、
心雑音なし、呼吸音清明、肝脾腫なし、皮膚発疹なし＜検査所見＞WBC
12100�μl（Neu 78％，Lym 17％，Mon 5％），Hb12.1 g�dl，Plt 13.5 万�μl，
AST 31 IU�l，ALT 45 IU�l，LDH 252 IU�l，CRP 6.3 mg�dl，プロカルシ
トニン 1.04 ng�ml，ESR 65mm�hr，＜経過＞発熱の原因として感染症、
自己免疫疾患、悪性腫瘍などについて精査した。入院後は弛張熱が持続し
若年性関節リウマチ全身型と考えステロイド使用にて一時解熱。その後、
血液培養から黄色ブドウ球菌が繰り返し検出され心臓超音波検査から三
尖弁の感染性心内膜炎と診断した。CEZ div にて軽快し、合併症としては
敗血症性肺塞栓を認めた。【考察】基礎疾患がない場合、感染性心内膜炎
の診断は難しく診断の遅れにつながることが報告されている。【結論】基
礎疾患がない場合でも弛張熱、不明熱の原因として感染性心内膜炎の鑑
別が必要である。

P4-15-4 頭蓋内出血による難治性けいれん発作から診
断に至った血友病Bの一例

○
い け べ ようへい

池辺 洋平、内藤 愼二、宮園 正之、牧野 謙二、木村 亜由美、
河部 庸次郎

NHO 嬉野医療センター 教育研修部

【はじめに】血友病は、第VIII 因子あるいは第 IX因子の凝固活性が先天
的に欠乏したことにより出血傾向をきたす疾患で、それぞれの因子によ
り血友病A、血友病Bとよばれる。伴性劣性の遺伝形式をとり女性は無症
状保因者となり、生まれてくる男児の半数に発症するが、突然変異による
発症もあり、家族歴がなく出血傾向により初めて診断に至ることもある。
今回、頭蓋内出血と難治性けいれん発作から診断に至った血友病Bの 1
例を経験したので若干の文献的考察を加え報告する。【症例】0歳 4ヶ月
男児。右手の運動障害と 30 分程持続する震えがあり当院救急外来を受
診。受診時、震えは無く肘内障と診断され治療を受けた。その後も右手の
震えが発作的に出現するため 2日後小児科外来を受診した。頭部外傷が
疑われ、右上肢の筋力低下、腱反射亢進が認められた。震えはけいれん様
発作で難治性であった。頭部CTで急性硬膜下血腫とくも膜下出血が認
められた。血液検査では、PTは正常、APTTの延長と第 IX因子活性の
著しい低下が認められ血友病Bと診断した。難治性けいれん発作は硬膜
下血腫が原因と考えられ開頭血腫除去術を施行、凝固因子補充療法を
行った。【考察】本症例は、多発した頭蓋内出血とそれに起因する難治性
けいれん発作の精査により血友病Bの診断に至ったが、家族歴に特記す
べき事項はなく遺伝子突然変異による発症が疑われた。【結語】頭蓋内出
血と難治性けいれん発作の精査から血友病Bの診断に至った乳児の 1例
を報告した。乳幼児の外傷を伴う頭蓋内出血ではDVの可能性に加え血
友病など出血をきたす疾患を念頭に精査を行うことが重要である。
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P4-15-5 小児の摂食・嚥下機能における臨床初期評価
スケールの妥当性、信頼性の検討

○
か み で あ ん り

上出 杏里、橋本 圭司、深澤 聡子、上原 和美、河本 嶺希
国立成育医療研究センター 臓器・運動器病態外科部 リハビリテーション科

【目的】障害児全般に対し、多職種が簡易に評価できる小児摂食・嚥下機
能評価スケール（Ability for Basic Feeding and Swallowing Scale for Chil-
dren ; ABFS�C）を作成し、その妥当性と信頼性について検討した。【方法】
H24 年 1 月からH25 年 12 月に当院当科を受診し、摂食・嚥下機能評価を
実施した 54 名（年齢；2か月－14 歳 7 か月、中央値＝14.0 か月）を対象
に、ABFS�Cを用いて、摂食・嚥下能力に関わる 5項目（覚醒、姿勢、感
覚過敏、舌口唇運動、分泌物処理）について 4段階（0�3）で評価し、同
時に藤島の摂食・嚥下能力グレード評価（以下、Gr）を行った。また、54
名中 17 名を対象に医師、作業療法士の 2名で評価を行った。【結果】
Spearman の順位相関係数を用いてABFS�Cと Gr との相関関係を検討
した結果、Grは、分泌物処理（R値＝0.470）、ABFS�C合計点（R値＝0.322）
と有意な相関関係を示したが、覚醒（R値＝�0.014）、頸部保持（R値＝
0.122）、感覚異常（R値＝�0.009）、舌口唇運動（R値＝0.134）とは明らか
な相関を認めなかった。各項目の検者間信頼性は、感覚過敏の項目を除い
て 4項目で相関を認めた。【結論】小児の摂食・嚥下機能障害の重症度に
特化した既存の評価法がないため、内容妥当性の検証には限界があるが、
ABFS�C合計点と Grの有意な相関関係から、小児では、個別の摂食・嚥
下機能ではなく、より総合的な判断が求められることが示唆された。各下
位項目の信頼性をあげるために、感覚過敏の評価手順について見直す必
要性がある。

P4-15-6 当院における小児救急外来を受診した誤飲・
誤嚥症例184例の検討

○
うらごう こうへい

浦郷 康平1、檜垣 舞子1、緒方 怜奈1、渡辺 恭子1、尾上 泰弘1、
山下 博徳1、橋本 佳子2、生野 久美子2、生野 猛2

NHO 小倉医療センター 小児科1、NHO 小倉医療センター 小児外科2

【はじめに】厚生労働省による平成 24 年度家庭用品等に係る健康被害病
院モニター報告では小児の誤飲事故に関する全事例数は 385 件で、平成
23 年度、348 件に比し減少傾向にはない。原因製品としては、タバコが 99
件で最も多く、次いで医薬品・医薬部外品が 57 件、プラスチック製品が
40 件であった。当院は小児救急二次病院として誤飲症例は軽症から処置
を要した症例まで比較的幅広く経験しており、過去 3年間の症例につい
て検討する。【方法】2011 年 4 月から 2014 年 4 月までの当院小児救急外来
を受診した異物誤飲症例をカルテベースで後方視的に検討。患者背景、具
体的異物内容、処置等の項目に関し検討した。【結果】総数は 184 症例、
医薬品・医薬部外品が 25 例で最も多く、次いで誤飲疑いも含めば電池が
15 例、包装（紙・ビニールを含む）が 14 例という結果であった。意外な
ものとしては消火器の誤使用による消火剤の誤飲が 3例あった。処置を
必要としたものは全体の 11％程度と比較的少数で、経過観察の症例が多
かった。また、同胞での症例は 4件、同一患者症例 7例、同一患者の同日
受診も 1例見受けられた。【考察】誤飲症例は当院小児救急患者の約 1％
を占め、週に 1例以上と比較的頻度が高い。また同胞や同一患者症例も少
なくなく医療者・保護者の予防教育への関心をより高める事が必要と思
われる。【結語】小児の誤飲は数多く発症している現状があり、更なる予
防教育の推進が望まれる。

P4-15-7 母体のストレスが児に及ぼす身体的・生理学
的影響の解明―第2報―

○
た な か し げ き

田中 滋己1、盆野 元紀2、山川 紀子1、山本 初実2、井戸 正流1、
河合 優年3、アウン コーウー2

NHO 三重中央医療センター 小児科1、
NHO 三重中央医療センター 臨床研究部2、
武庫川女子大学 教育研究所・子ども発達科学研究センター3

【背景・目的】ヒトが受ける心理的ストレスは視床下部・下垂体・副腎皮
質系を介して免疫系を抑制する。妊婦においても同様の機序が考えられ
胎児に何らかの影響を及ぼすと考えられる。本研究は妊婦の心理的要因
が子供に与える身体的・生理学的影響の解明を目的としており、第 1報
を昨年の本学会で報告した。今回、母親の妊娠期、出産時、出産後 1カ月
でのストレスの経時的な変化と神経伝達物質との関連について統計学的
解析を行ったので第 2報として報告する。【方法】対象は本研究に参加し
た産科施設で分娩した正常妊婦とその付属児の臍帯血で、同意の得られ
た協力者に質問紙によるアンケート調査を行った。母体ストレスに関す
る調査は日本版GHQ（General health questionnaire）の 28 項目・胎児感
情尺度 PAI 日本語版（Prenatal Attachment Inventory）21 項目・対児感
情尺度（接近回避）42 項目・レジリエンス・対児感情（MABS お母さん
と赤ちゃんの尺度）・MAI 日本語版（Maternal Attachment Inven-
tory）26 項目を用いて行った。臍帯血漿中のACTH、β�endorphin、cor-
tisol、HLA�Gは ELISAキットを用いて測定した。【結果】本研究にエン
トリーした協力者で最終的な解析結果まで得られたものは 90 名（86.5％）
であった。対児感情の経時的変化は男児・女児で差がないように思われ
たが、免疫学的、内分泌学的検討では cortisol 濃度を除き男女差が認めら
れた。対児感情の検討では、免疫学的・内分泌学的指標の男女別平均値を
基準に高群・低群の 2群に分け分析した。その結果、周産期の各バイオ
マーカーの比率・濃度差によって、男児あるいは女児を出産した母親の
その後の対児感情に差が生じる可能性が示唆された。

P4-15-8 ミネソタ多重人格目録検査（MMPI）による思
春期摂食障害（ED）の心理評価

○
お お の いちろう

大野 一郎1、山田 晋也1、脇坂 晃子1、中村 奈美1、丸箸 圭子1、
辻 隆範1、関 秀俊1、多田 淑央2

NHO 医王病院 小児科1、NHO 医王病院 臨床心理士2

【はじめに】EDは、食行動だけでなく、感情行動面でも様々な症状をきた
し、異なる病態の集合体とも考えられている。我々は実施可能な事例に
は、MMPI を用いて、病態を把握し診療に活かしてきた。今回その結果に
つき検討を加えたので報告する。【対象と方法】対象は 2011 年 4 月から
2014 年 4 月までに受診したEDのうち、Lask らによる分類のED典型例
である神経性無食欲症と神経性大食症に該当し、MMPI を受検すること
が可能であった女性 17 例である。平均年齢は 15.4±1.3 歳（14～18 歳）で
あった。【結果】妥当性尺度では、F尺度（頻度尺度）が高い群（山型）と
低い群（V型）の 2群に分かれる傾向があった。臨床尺度では、平均値を
みても第 5尺度が低く（受動・非主張的）なっており、第 4、第 6尺度が
高く、第 5尺度が低いいわゆる受動攻撃のVが 7例（41.2％）存在した。
コード分類では、no code が 5 度であったが、スパイク 0（社会的内向性）
が 2度、13�31 コード（身体化・転換）も 2度あった。また第 2尺度（抑
うつ）が関連するコードが 5.5 度あった。他の臨床尺度では、第 4（反抗・
反発）、7（緊張・不安）、8尺度（疎外感）が関連するものがみられた。
【考案】妥当性尺度からは、症状を誇張しながらも積極的に援助を求める
群と、防衛的で心理的介入の困難な群に分かれていることが分かり介入
の際の方向性の違い、注意点を明確にすることができた。臨床尺度から
は、心理的危機レベルの者は 70.1％と多いことが示された。患者全体の傾
向では内向性、抑うつ的な側面はありながらも身体に固執し、受動攻撃的
な側面もあることが理解された。
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P4-16-1 ERASを考慮した手術当日朝食の提供

○
ひろさわ じゅいち

廣澤 壽一、徳永 紗織、原田 知実、鈴木 喜雅、藤原 朝子
NHO 米子医療センター 麻酔科

ERAS（enhanced recovery after surgery）「術後回復能力強化プログラ
ム」は、患者が本来持っている術後回復能力を強化し、予後を改善する周
術期管理方法である。術前管理では、絶飲食時間の短縮、液体・炭水化物
の経口摂取が推奨されているが、我が国においては術前における脱水症
の予防や患者満足度の向上を目指した術前経口補水療法が普及している
とは言い難い。当院においても、午後からの手術の場合も、当日は絶食で
手術 2時間前まで清澄水を許可する、もしくは経静脈的輸液療法のみで
あった。日本麻酔科学会では、固形食の摂取に関して、エビデンスが不十
分であるという理由から明確な絶食時間を示していない。欧米の絶飲食
ガイドラインでは、手術 6時間前までの固形物の摂取は、トーストを食
べ、紅茶を飲む程度の食事とされており、揚げ物、脂質を多く含む食物、
肉の場合は 8時間以上空ける必要があるとしている。近年、ユネスコの無
形文化遺産に「和食」が登録されるなど、日本の食文化が注目されている
が、日本人になじみのある米を使った手術当日朝食を栄養管理室に考案
して頂き、手術室入室 6時間前までに喫食すれば、麻酔導入時には胃内に
残存していないであろうと思われる食事内容で、食べやすく、美味しく、
栄養バランスがとれており、しかも見た目にも良いものを検討していた
だいた。提供除外対象者は、消化管に直接侵襲を加える患者、誤嚥を起こ
しやすい高齢者、主治医が食事を止める患者などで、最終判断は麻酔科医
の指示に従うこととした。トーストに慣れている若年男性に全粥は不評
のようであるが、女性患者には概ね好評である。

P4-16-2 重症心身障がい児（者）病棟における栄養スク
リーニングの実際

○
まつもと く み こ

松元 久美子
NHO 東佐賀病院 看護部

【はじめに】当院は重症心身障がい児（者）（以下重症児とする）病棟 165
床を有する。2011 年より栄養管理専任看護師として、週 2日程度活動して
いる。今回、栄養スクリーニングの現状から栄養面に関する今後の課題に
ついて報告する。【方法】1．入所者 158 名を対象に 25 年 5 月に栄養管理
計画書を用いて栄養スクリーニングを実施 2．低アルブミン血症、低亜鉛
欠乏症、高銅血症、高マグネシウム血症を呈す重症児を経口摂取者（以下
経口群とする）と経管栄養者（以下経管群とする）とに分類し、比較検討
【結果】アルブミン値 3.5 以下が全体の 22％で、経口群は 11％、経管群は
35％、また亜鉛欠乏は 33％で、経口群 28％、経管群 41％であった。高銅
血症は 32％で、経口群 20％、経管群 51％、高マグネシウム血症は 15％
で、経口群 4％、経管群 30％であった。これらの症状を重複した重症児は
多数みられた。また経管群の方が高い割合であった。【考察】経管群に割
合が高かったことは、重症児別に濃厚流動食の成分を詳細に調整するこ
とができないためと考える。これは亜鉛欠乏の改善には亜鉛含有量の多
い濃厚流動食とし、薬物と併用すると改善するが薬物を中止すると低値
を示した。また低アルブミン血症には蛋白質とエネルギー量の増量が必
要であることがわかった。栄養改善には栄養スクリーニングを定期的に
行いながら必要な栄養素を調整・補給できるように栄養士と連携強化を
していく必要がある。【まとめ】微量元素の過剰・欠乏は、経口群より経
管群の方が多く、重症児の栄養バランスを含めた食事内容の検討だけで
なく、個々の摂食状況や援助方法を見直していくことが課題である。

P4-16-3 慢性期病棟の長期入院患者における各種ビタ
ミンと微量元素の傾向

○
むらさき あきひろ

村崎 明広1、東野 明澄1、西尾 奈々1、落合 容子2、柏 宗伸3、
松本 清2、市川 俊介4、白石 潤4、石崎 恵子4、吉田 光宏5

NHO 北陸病院 栄養管理室1、NHO 北陸病院 研究検査科2、
NHO 北陸病院 薬剤科3、NHO 北陸病院 精神科4、
NHO 北陸病院 神経内科5

【目的】慢性期病棟に長期間入院している患者の栄養状態は、必ずしも
個々に細かく評価されているとは限らない。そこで今回、当院において研
究検査科と共同で調査を行ったので報告する。【方法】ひまわり病棟（重
症心身障害）、3病棟（精神疾患）、わかくさ病棟（精神身体合併症）で、
6か月以上入院中の 53 名について、ビタミン（B1、B12、E）、葉酸、微
量元素（Zn、Mg、Fe、Cu、Se）の測定及び食事充足率（以下：充足率）
調査を行った。ただし、酸化Mg以外の投薬患者は除外した。なお、統計
解析には、SPSS（Ver22.0）を使用し、2変量の相関分析・両側有意差検
定、分散分析・多重比較、t検定、p＜0.05 により行った。【成績】各病棟
で、VE、Zn、Se が基準値未満（以下：低値率）25～48％、Mgは、低値
率 0％、葉酸は 3病棟のみ低値率 38％と突起していた。入院日数とVE
では、有意な弱い負の相関（r＝－0.30）（p＜0.05）を認めた。病棟間の充
足率では、わかくさ病棟のVB12 が、有意に高いことが認められた（p＜
0.01）。病棟別の充足率では、わかくさ病棟の入院日数とMgが有意なやや
強い正の相関（r＝0.59）（p＜0.05）を認めた。【結論】長期入院患者におい
ては、各種ビタミン及び微量元素の値と充足率を定期的に把握する必要
性が示唆された。また、便秘改善の目的で投薬されている酸化Mgが、栄
養素の吸収率に影響を与えているかの有無についても今後は検討してい
きたいと考える。

P4-16-4 高齢糖尿病患者における糖尿病ランチタイム
教室の参加による療養効果の検証

○
こ じ ま の り こ

小嶋 紀子、今泉 良典、早川 恵理香、木下 かほり、
金子 康彦、佐竹 昭介

国立長寿医療研究センター 栄養管理部

【目的】様々な疾患背景を持つ高齢糖尿病患者の食生活管理は、集団指導
のみでの目標達成は難しいと考えられている。第 1報では糖尿病ランチ
タイム教室（以下教室）の参加状況の分類で教室の継続指導の意義が示唆
される結果を得た。今回は、さらに詳細の分類でその療養効果を検証した
ので報告する。【方法】平成 23 年 9 月から平成 26 年 1 月まで教室に参加
し、データ使用の同意を得た 142 名のうち、6ヶ月間の ΗbΑ1c 値があるも
のを抽出し、初回指導から 6ヶ月間に入院経験や服薬変更がない患者（71
名：年齢 72±6.0 歳、男性 35 名、女性 36 名）を対象とした。その対象を
参加前と 3ヵ月後、参加前と 6ヶ月後の 2点で ΗbΑ1c 値を SPSS.ver21
により、t 検定で p＜0.05 にて療養効果を比較した。【結果】全体での ΗbΑ1c
平均値は参加前 7.04±1.06％、3ヶ月後 6.82±0.73％、6ヶ月後 6.90±
0.76％であり、参加前と 3ヶ月後に有意な低下が認められたのに対し、参
加前から 6ヶ月後では低下傾向を示したが有意な低下は認められなかっ
た。【考察】第 1報では参加前から 3ヵ月後、参加前から 6ヶ月後ともに
有意な低下が認められ、今回の入院経験、服薬変更を除いた対象での比較
では、参加前から 3ヶ月後に有意な低下を認められ、6ヶ月後までは有意
な低下は続かなかった。しかし、6ヶ月後においても、今回の対象では高
齢者の管理目標の ΗbΑ1c7.0％以下を保てていることから、さらなる症例
を重ね長期間の検証が必要であると考える。教室は患者や家族から非常
に好評であり、今後も教室の内容の充実を図り、継続的な療養効果へと繋
げていきたい。
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P4-16-5 心臓リハビリテーションにおける管理栄養士
の関わり

○
に わ ま さ と

丹羽 正人1、新谷 卓也2、渡邊 潤子3、高山 茂之3、横地 雅和3、
鈴山 直寛4、北川 智恵子5、鈴木 智世5、山下 めぐみ5、
西川 恵子5、川崎 敦2、北村 政美2

NHO 三重中央医療センター 栄養管理室1、
NHO 三重中央医療センター 循環器科2、
NHO 三重中央医療センター リハビリテーション科3、
NHO 三重中央医療センター 薬剤科4、NHO 三重中央医療センター 看護部5

【背景】近年、ADLや QOL向上のために、リハビリと栄養管理を併用し
たリハビリテーション栄養（以下、リハ栄養）が注目を浴びている。高齢
者の身体機能・活動の低下を生じさせる要因の 1つとしてサルコペニア
が挙げられ、心不全患者との関連性も懸念されている。当院では、2013
年 1 月より入院患者を対象に心臓リハビリテーション（以下、心リハ）が
開始となった。先行研究では多職種の介入が患者のADLや QOL向上に
繋がることが報告されており、当院でも医師、看護師、理学療法士、薬剤
師、管理栄養士が 1つのチームとして活動している。心リハは、急性期・
回復期・維持期に区分され、管理栄養士の関わる生活・食事指導は回復
期に含まれている。しかし、急性期に栄養評価を行うことは低栄養患者の
早期発見や早期介入に繋がり、管理栄養士の果たす役割は大きいと考え
られる。【目的】心リハの介入患者に対する管理栄養士の関わりについて
検討する。【方法】評価項目は、管理栄養士が入院中の食事内容の記録、
身体と体重を用いた標準体重比の算出、血清アルブミン値、血清総コレス
テロール値及び末梢血総リンパ球数を用いたCONUT値による栄養状態
の評価を行った。なお、血液検査項目に関しては治療上の採血による検査
数値を用いた。また、アディポメーターとインサーテープを用いて上腕三
頭筋部皮下脂肪厚、上腕筋周囲長、下腿周囲長の形態計測を行った。その
他、看護師による患者背景などの問診、症状所見の有無、理学療法士によ
る握力測定値を用いた。【結果】データの解析を進め、本会で報告する。

P4-16-6 誤嚥防止手術により栄養状態の改善が認めら
れたパーキンソン病の一症例

○
い と う な つ き

伊藤 菜津貴1、舞原 香保子1、小原 仁1、安藤 肇史2

NHO 宮城病院 栄養管理室1、NHO 宮城病院 脳神経外科2

【はじめに】重症の摂食嚥下障害を有する神経筋疾患患者への誤嚥防止対
策として，誤嚥防止手術が行われており，誤嚥性肺炎の予防に効果をあげ
ている。今回，パーキンソン病患者に対する誤嚥防止手術によって，栄養
状態が改善した一症例を報告する。【症例】65 歳，男性。45 歳時にパーキ
ンソン病を発症。55 歳時にwearing�off 現象が著明となり，脳深部刺激術
を施行。62 歳時に胃瘻を造設したが，その後も誤嚥性肺炎を繰り返してい
た。63 歳時に誤嚥性肺炎の防止及び経口摂取の再開を目的に，誤嚥防止手
術を施行。手術直前の栄養指標は，体重 44.4kg（BMI15.2kg�m2），アルブ
ミン 2.0g�dl，ヘモグロビン 9.6 g�dl であり，低体重，低アルブミン血症及
び貧血を発症していた。【経過】手術の半月後に当院へ転院。入院時は，
胃瘻からの栄養補給であったが，1週間後に経口摂取となる。しかし，1ヶ
月後に気管切開孔付近の通過障害のため，再び胃瘻からの栄養補給とな
る。4ヶ月後，本人より経口摂取の訴えがあり，嚥下造影検査を施行した
ところ，通過障害は認められなかったため，経口摂取を再開した。その後，
経口摂取は，全量摂取を継続できた。1年後の栄養指標については増加が
認められ，体重 49.2kg（BMI16.8kg�m2），アルブミン 3.7g�dl，ヘモグロ
ビン 12.2 g�dl となり，低アルブミン血症及び貧血は改善された。【考察】
誤嚥防止手術後，栄養状態が改善した要因としては，食事の全量摂取に
よって栄養が確保できたこと，誤嚥性肺炎の防止によって，栄養状態の悪
化が抑えられたことが考えられた。更には，本人の希望であった経口摂取
を継続できたことは，QOLの維持に繋がり，誤嚥防止手術の栄養管理へ
の有効性が示唆された。

P4-16-7 神経性食欲不振症患者に対する選択食活用の
効果

○
なかもと ゆ き な

中本 潔那1、笹川 万李衣1、石井 睦美1、西原 由姫1、
別府 成人1、福間 亮介2、山田 直輝2、中土井 芳弘2

NHO 四国こどもとおとなの医療センター 栄養管理室1、
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 児童精神科2

【はじめに】
当院の神経性食欲不振症（以下ANと称す）患者に対する食事対応は、こ
れまで摂取量の増加が望めるように嗜好を考慮した個別対応食を行って
きた。平成 25 年度より選択食（毎食対応）導入に伴い、AN患者に対す
る食事対応に選択食の活用を試みたので、その内容と効果について報告
する。
【対象】
平成 25 年 5 月～平成 26 年 4 月の間に入院したAN患者 9歳～15 歳の 4
名。
【方法】
4名の患者（以下A～Dと称す）に選択食を実施した期間は、選択食開
始～長期外泊まで（平均 81 日間）とした。料理の選択については、（1）肉
類（揚げ物）、（2）肉類（焼き蒸し煮）、（3）魚介類（揚げ物）、（4）魚介
類（焼き蒸し煮）、（5）卵類（焼き蒸し煮）、（6）豆腐類（焼き蒸し煮）、
（7）丼類、（8）麺類に分け、その内容と体重増加率（日数）、食事摂取量
について調査した。
【結果】
選択した内容の割合は、Aはそれぞれ（4）48％、（8）29％、（3）8％、B
で（4）41％、（8）26％、（3）18％、Cで（4）54％、（8）31％、（3）8％、
Dで（4）27％、（2）26％、（7）16％の順で多かった。また体重増加率は、
Aで 4％（38 日間）、Bで 2％（54 日間）、Cで 8％（142 日間）、Dで 16％
（90 日間）であった。食事摂取量は、全員が主治医と相談して決めた目標
量を概ね摂取できていた。
【考察】
選択食の活用により、本人が料理を前日に検討して選択する事が可能と
なり、「今食べられると思う」食事が提供できるようになった。個人によ
り嗜好の偏りはみられたが、苦手な食材も料理によって少量であれば摂
取が可能となった。今後、選択食の活用が食育にも繋がるように、栄養サ
ポートを行っていきたい。

P4-17-1 自動精算機導入の際に取り組んだこと

○
み や だ け ん た

宮田 健汰
NHO 呉医療センター 企画課

【背景・目的】当院は 1日に 1000 人ほどの外来患者が来院し、会計待ち時
間はピーク時約 60 分程度要している。待ち時間短縮のため自動精算機を
導入することとなったが、導入に伴い会計時の運用が変わるため、患者の
混乱を招き、窓口の混雑が発生すると考えられる。また、個人負担のない
外来患者（生活保護・労災等）も処方せん確認等のため医事会計処理が終
了するまでお待ち頂く運用となっており、外来の全患者と退院精算の入
院患者の導線が交差しトラブルになることがあった。これらのことから
自動精算機導入に際し、スムーズな運用を行っていくために取り組んだ
ことを報告する。【方法】1．患者及び患者家族向けにポスター掲示、院内
へのお知らせを掲示し周知を行う。2．患者を誘導するために、導入開始
後一定期間は職員が自動精算機付近で待機する。3．診察終了後の保険証
確認時に個人負担の無い患者に関しては、医事会計処理の前に処方せん
等確認し、帰宅してもらい、支払いがある患者を優先的に算定する。【結
果・考察】自動精算機導入に際し、予め患者へ周知を行うことで混乱を防
ぐことができた。また、会計窓口の運用を見直したことで、会計待ち時間
の短縮に繋がった。ただ、オーダ漏れの確認による算定の遅延等、さらな
る課題もあるため、引き続き待ち時間の短縮に向けて取り組んでいきた
い。
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P4-17-2 適切な全館空調運転時間の設定のための取り
組み

○
こ い け よ し や

小池 由哉
NHO 長崎川棚医療センター 事務部 企画課 契約係

当院の一般病棟の冷暖房運転は、単独空調ではなく貫流式ボイラーを使
用している。このタイプの空調は、貫流ボイラーからの蒸気を利用し、夏
は冷凍機に取り込み冷水を作り、冬は熱交換機に取り込み温水を作り、そ
れを院内に循環させることで空調を作動させる仕組みとなっている。そ
のため、電気式の空調設備とは異なり、各部署での空調のスイッチの管理
だけではなく、ボイラーの運転時間を適切に設定しないと、病室の快適な
温度を保つことはできない。ボイラー式の空調の管理にはこのような難
しさがあるため、当院では「患者さんからクレームが出る前に、予めその
日の気温の推移を予測し、適切な空調運転時間を設定する」をモットー
に、そのための問題点の分析・検証を行った。具体的には、運転時間の設
定の判断材料に資するため、まず病棟や中央廊下の温湿度を平成 24 年 7
月から毎日グラフ化することとした。また、ボイラーの運転時間を決定す
る際に、企画課・看護部・ボイラー部門三者間の連携を密にし、速やかに
運転時間を決定することとした。結果、温度・湿度をグラフ化すること
で、従来に比べ空調運転の時間設定が立て易くなった。また、以前はボイ
ラー部門に任せきりだった時間設定を各部門で話し合って決めるように
したことで、より現場の意見を反映させた運転時間設定をすることがで
きるようになった。今後は収集したデータをより具体的な空調運転基準
の作成に活用していきたい。

P4-17-3 当院における各疾患別教室の取り組み―伝達
型から参加型へ―

○
みずよし かつひこ

水吉 勝彦、守屋 かおり、齋野 美侑、大久保 美里、
細川 武範、長洞 千鶴子、水城 まさみ、菊池 喜博、
千葉 実行、海瀬 和郎

NHO 盛岡病院 事務部 管理課

【はじめに】当院は、従来より治療啓発の一環として患者向けの各種教室
を行っている。これまで隔月開催の呼吸器・アレルギー教室、リウマチ茶
話会に加え平成 25 年度には新たに毎月開催の糖尿病教室が加わった。各
教室とも回を重ねる毎に担当者の意識・意欲に変化がみられるように
なったので報告する。【目的】各教室とも講師が工夫を凝らして効果的な
知識の伝達の為に準備を整え臨んでいるが、一方的な情報伝達型の教室
になりがちになっていた。特に毎回来ていただくような患者さんにとっ
ては、2クール目以降同じような話を聞くこととなり、担当者から疑問の
声が上がり、患者参加型の教室になるよう検討・工夫した。【方法】テー
マに沿った担当者の短い講話の後、Q&Aコーナーを主にする等教室の形
式を一新した。また、内容にクイズ形式や理学療法士による「生活の中で
活かす体操」の実技を入れ、患者さんが参加し、質問や意見をより多く引
き出す雰囲気をつくることにした。【結果・考察】治療方法や予防につい
て繰り返し指導していくことも大切であるが、患者さんの視点で何を必
要としているかに気づいた教室構成が出来るようになった。各教室の運
営や学びが相互に好影響を引き出していると考える。その結果、以前より
活発に質問や意見が出るようになった。事務を加えた各専門職担当者の
ボトムアップが教室を変えた一例であり、今後も教室活性化のため継続
した検討が必要と考える。

P4-17-4 「あなたのその声（トーン）、対応が病院（部署）
のイメージです！！」～接遇向上を目指して
「電話応対マナー研修」の開催～

○
か め い ひろし

亀井 弘、神 文子
NHO 盛岡病院 事務部 管理課

【はじめに】病院を利用する患者さんやご家族、連携病院や地域関係機関
からの病院へのアクセス手段として電話があるが、電話対応は病院の顔
として大変重要な位置を占めている。今回、医療サービス委員会の接遇向
上の研修として「電話対応マナー研修」を 2回行い、そのアンケート結果
から研修評価を行った。【目的】電話対応マナーを通して接遇の向上を図
る【方法】1月と 2月に各 1時間の研修を企画した。30 分の座学の後、電
話の録音再生、「望ましい対応演習」をテーマとしたロールプレイを行っ
た。1ヶ月後（1回目 16 名、2回目 8名）に「「実践していますか？」のア
ンケート調査を行い研修評価をした。【結果・考察】研修では、「電話の録
音再生」で自己の発声や話し方の特徴を知り、講師のコメントにうなずく
様子があった。ロールプレイは、参加型研修として受講者からは楽しいと
感想が聞かれ短時間ではあったが有効であった。1ヶ月後の「実践してい
ますか？」のアンケート結果から「声のトーンを気にするようになった」
や「話すスピードを意識するようになった」等日常の電話マナーを意識的
に行なっている様子がうかがえた。今回研修に参加したメンバーは、時間
が経過しても互いにアサーティブに注意し合う姿等が見られ学びが活か
されていることを感じた。今後も短時間でも研修を重ね盛岡病院全体の
接遇向上を図っていきたい。

P4-17-5 糖尿病「友の会」“戸塚さくら会”の運営報告
～食事会を開催して～

○
ひがしかわ た か こ

東川 貴子1、妹尾 真佑1、高塚 真理1、須永 将広1、
矢ケ崎 栄作1、貞永 美里2、櫻井 和香2、臼井 のぞみ2、
武重 彩子3、池滝 晶子3、小林 正弘4、國仲 伸男4、武田 貴光5、
宇治原 誠6

NHO 横浜医療センター 栄養管理室1、NHO 横浜医療センター 看護部2、
NHO 横浜医療センター 薬剤科3、NHO 横浜医療センター 臨床検査科4、
NHO 横浜医療センター リハビリテーション科5、
NHO 横浜医療センター 糖尿病内分泌内科6

【目的】
当院は平成 15 年より医師・看護師・管理栄養士・薬剤師・臨床検査技
師・理学療法士からなる「糖尿病チームケアユニット」を結成し、糖尿病
診療にあたっている。また、糖尿病「友の会」“戸塚さくら会”の運営も支
援し、糖尿病患者の治療に積極的に取り組んでいる。糖尿病チームケアユ
ニットが企画している主な行事として、糖尿病フェア、糖尿病ウォークラ
リー、食事会等があり、この食事会は栄養管理室が中心となって運営して
いる。食事会が治療の継続に資するものとなるよう検討することを目的
として、今回は過去 3年間の取り組みを振り返った。
【方法】
平成 23 年度～平成 25 年度の食事会に参加した患者の年齢、罹病期間、
HbA1c、治療法、治療の継続の有無、満足度等を調査した。
【結果】
参加者は平均 7名、年齢 67.6±11.7 歳、罹病期間 14.8±6.2 年、食事会参加
時点のHbA1c は平成 23 年度 7.6±1.0％、平成 24 年度 7.5±1.0％、平成 25
年度 6.9±1.4％であった。全ての方が当院の外来（栄養指導のみも含む）
に継続的に通院されており、2名が逆紹介されていた。アンケート結果は
「大変満足」・「満足」と回答した者が 95％であった。
【考察】
食事会に参加した患者で治療をドロップアウトした者はいなかった。食
事会は患者や医療スタッフとの交流を持てる良い機会になっており、患
者のセルフケア行動を促し、治療の継続に役立っていると思われる。今後
は参加者数を増やす等、拡充を図り、患者の主体的な行動を促す支援をし
ていきたい。
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P4-17-6 喜ばれる入所者サービスを目指して

○
さくらい と も こ

桜井 知子、川上 佳子、井上 彩
国立療養所邑久光明園 庶務課 栄養管理室

【はじめに】当園の入所者の平均年齢は 84.3 歳と高齢化が進み、年々食事
に対する要望が増加している。昨年同様、栄養管理室理念を、「チーム医
療の一翼を担う部門として、入所者様の栄養管理・サポートを努めると
共に、常に入所者様の側に立ち、安全で満足度の高い食事提供で心を癒や
し、サービスの向上を目指します。」としている。その理念に基づき、昨
年度以上に、いかに日々何が出来るかを考え、食事内容を改善することが
出来たので、その一部を報告する。【目的】栄養管理室の理念に基づき、
安全・安心・食べる楽しみを感じられる食事を提供する。【方法】1．入所
者自治会懇談会での意見を参考に、実態調査等を行う。2．巡回一覧表を
作成し、1人 12 回�年を目標に巡回を行う。3．施設外研修会に参加し、情
報収集を行う。4．誕生日膳の主食（赤飯・寿司・ご飯）を選択制にする。
5．行事等に手作りデザートを提供する。【結果】1．入所者の咀嚼機能や
嗜好がわかり、献立に反映することが出来た。2．一覧表を作成すること
で、均等に巡回を行うことが出来た。3．調理師が栄養士と研修会に参加
し、献立に取り入れられそうな食材を選定した。4．主食の調査によって、
選択の幅が広がり、「特別感」を感じてもらうことが出来た。5．デザート
バイキングやカフェにおいて、手作りデザートを提供することが出来た。
【まとめ】実態調査や食事についてのアンケート等で入所者の方の意見を
取り入れ、栄養管理室内で検討することにより、献立・調理方法を改善す
ることが出来た。今後も、引き続き、安全・安心で食べる楽しみを感じら
れる食事の提供が出来るよう、栄養管理室職員全員が自己研鑽に努めて
いきたい。

P4-17-7 ハンセン病療養所内の防犯対策について

○
お か の ま さ し

岡野 雅史、加賀 敬一、岡崎 武夫、谷本 りえ子、長島 潔
国立療養所長島愛生園 事務部 会計課

A療養所において平均年齢は 83 歳となり、認知症症状の入所者も年々増
加してきている。そのような中で「居室内で物が盗られた、金銭がなく
なった」などの訴えがあり、まず疑われるのは職員であった。警察に通報
し、調査を依頼することが度々であったが、いずれも犯人特定には至らな
かった。しばらくすると本人の勘違いが判明することも多く、警察からは
何らかの対策を講じるよう指導されていた。施設側は防犯カメラの設置
について提案したが、個人情報の問題や、入所者と職員の信頼関係にヒビ
が生じるとの理由から反対され、設置が見送られていた。盗難の訴えはあ
るが、十分な調査をすることなく、時間が経過していた。このままの状況
が続くことは好ましくないことから平成 25 年度には入所者の安全・安
心を守ることを目的として防犯カメラを設置することを決定した。監視
カメラと勘違いして猛反対する入所者もいたが、数回の説明会でようや
く同意を得ることができた。運用規程を作成し、その中には「常時監視は
しない」「録画再生は事件発生時のみ自治会と施設幹部立ち会いで行う」
などの内容を盛り込んだ。平成 25 年 7 月末までに第 1，第 2、第 3不自由
者棟の廊下に合計 37 台のカメラ設置を行った。防犯カメラ設置後、一部
の認知症初期状態の入所者から金銭や物が無くなったと言う訴えがあ
り、その都度、録画再生したところ、いずれも本人の勘違いであることが
わかった。盗難が疑われるような事例は発生しておらず、関係職員の心労
も減少したものと思われる。その後一般舎地区及び不自由者棟の屋外に
も設置を行った。今年度はさらに第 4、第 5、第 6不自由者棟の設置を検
討している。

P4-18-1 後期高齢者の術後回復期の支え―消化器癌手
術を受けた患者の語り―

○
なかつじ あや

中辻 彩、伊野 博美、田島 直子、大野 祐子
NHO 北海道がんセンター 4A病棟

【はじめに】都道府県がん拠点病院であるA病院 B病棟は約半数が 75
歳以上の高齢者で、消化器がんの手術を受ける患者は年々増加傾向にあ
る。個別性に合わせた術後回復期の援助を必要としている患者が増えて
いる。手術を体験した患者の現状を知ることで、患者の視点に立った看護
に繋げたいと考え、本研究で報告する。
【研究目的】手術を体験した 75 歳以上の後期高齢者の語りから、患者の回
復期を支えているのかを明らかにする。
【研究対象・分析方法】A病院 B病棟において消化器がんの開腹手術を受
けた 75 歳以上の後期高齢者に半構成的面接を実施、面接内容から逐語録
を作成、類似性に従いカテゴリー化し、分析・検討した。
【結果】以下の 6個のカテゴリーが抽出された。〔高齢者でありながら手術
を受けることへの前向きな気持ち〕〔患者の励みとなった医療者との信頼
関係や支え〕〔気持ちを共有することができる他患者とのふれあい〕〔日常
生活動作が出来るようになることの実感〕〔サポートしてくれる家族の存
在と期待〕〔余生を豊かに過ごすための存在〕
【考察】患者の意思決定の度合いは対象の家族背景や生活スタイルによっ
て異なる。また高齢者の意思決定における家族の影響力は非常に大きい。
患者の意思と家族の状況も踏まえた上での早期の介入が、術後回復への
意欲に繋がると言える。
【結論】1．高齢者は生きてきた人生や価値観が多様であり、個人を尊重し
た自己決定ができるように支援する。2．術前から高齢者の生活背景を知
り、家族をはじめとする人的資源に目を向ける。3．術後回復期において、
患者自身が主体となり回復の実感をもてるよう関わることが重要であ
る。

P4-18-2 オムツ使用者の尿臭に対するアロマの臭気効
果―ティートリー・ユーカリレモン・パルマ
ローザを使用して―

○
お で ら ゆ き こ

小寺 由紀子
NHO 山形病院 看護部

【目的】患者にとって病室は生活の場であり、消臭対策は患者のQOL向上
において重要である。先行研究においてティートリー・ユーカリレモ
ン・レモングラスの精油を併用した噴霧液は、オムツの尿臭を軽減させ
る可能性があることがわかっている。今回、より抗真菌・抗菌作用が高い
パルマローザを選定し、尿臭に対する消臭効果を明らかにすることを目
的とした。【方法】調査期間は平成 25 年 10 月。オムツ使用の男性 13 名・
女性 12 名の計 25 名を対象とした。入浴日後 2日目から 3日間、オムツ交
換時（1日 4回）にティートリー・ユーカリレモン・パルマローザを併用
したアロマ液を噴霧した尿取りパットを使用した。介入前後に 20 歳代の
2名の評価者がVisual Analog Scale を用いて臭気を測定した。本人若く
は家族に研究の趣旨と個人情報の保護について文書で説明し、同意を得
た上で研究を行った。山形病院教育委員会の承認を得た。【結果と考察】
対象者の年齢は 43 歳～90 歳で、平均年齢 65.2 歳。脳疾患、脳血管障害 20
名、神経難病 5名の計 25 名。臭気の測定結果は、介入前評価者A平均 61.4
（±28.5）mm、Bは 58.4（±33.3）mm。介入後、A36.5（±24.0）mm、B
27.6（±25.0）mm。2名とも介入前より介入後の方が、有意に臭気が低下
していた（A ; P＝0.000，B ; P＝0.001 対応にある t検定）。以上のことから、
今回選定したアロマ液は尿臭に有効と考える。
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P4-18-3 認知症患者の生活リズムの援助効果―生活リ
ズムの調整に個別のケアを取り入れて―

○
と け し か つ み

渡慶次 勝美、山城 勝代、大城 美千代、玉城 小夜子、
崎浜 ひとみ、平良 ひとみ

国立療養所沖縄愛楽園 第一不自由者棟

【はじめに】当園の第一不自由者棟では、基本的な生活援助と徘徊や失行
などの重度な症状へのケアが多くを占めているため個別のケアが不十分
である。認知症高齢者は 1日のリズムを自ら組み立て過ごす事が困難と
言われている。今回、夜間の徘徊や妄想のある 2名の入所者を対象に、個
別のケアを日課として実施し、生活リズムの調整を図り、より良い生活支
援へ繋げることを試みた。【目的】生活リズムの調整に個別のケアを実施
しその援助効果を明らかにする。【方法】期間：H25 年 7 月 6 日～9月 21
日、介入方法：夜間徘徊・不眠のあるA氏に散歩。夜間妄想・不眠のあ
るB氏にフットケアの実施。A氏、B氏共通の介入として軽体操・ソフト
バレーの実施。評価方法：経過記録・睡眠、妄想徘徊チェック表・NM
スケールを用いた。【結果】A氏：介入直後は徘徊の減少がみられたが、
睡眠時間、徘徊ともにばらつきが観られた。B氏：介入後は妄想が減少し
たが睡眠時間に大きな変化はみられなかった。NMスケールは両者とも
有意な改善がみられ、関心・意欲・交流・発語の項目が改善された。【考
察】A氏は、関心や意欲の向上が期待される結果を得ることが出来、自ら
冷蔵庫を開ける行動や集団の場で自己主張することは自身の表れと考え
る。B氏は、身体に触れるケアを通し安心感や不安の緩和、看護師との相
互作用により信頼関係の回復に繋がったと考える。【結論】1．個別ケアの
充実は意欲や関心の向上、不安の緩和、自尊心を高める援助に繋がる。2．
生活リズムの調整効果として情緒、感情の活性化、交流の増加が示唆され
た。

P4-18-4 混合病棟における自己選択型レクリエーショ
ン導入の試み―神経難病患者の心理面・身体
面に及ぼす影響―

○
ひ き た な お と

疋田 直人、對馬 章人、木嶌 雅代、齋藤 幸子、佐藤 ちえ子
NHO あきた病院 看護部

神経難病・結核の混合病棟にH25 年 4 月より、新たに療養介護病床が追
加された。そこで、選択型レクリエーション支援サービスを導入し、レク
リエーションを自己選択できることで患者の日常生活に対する満足度が
上がる可能性があるのではないかと考えた。このサービスが患者の心理
面、身体面にどのように影響したかも調査した。【方法】療養介護病床に
入院している神経難病患者 4名を対象に、レクリエーションを 6項目挙
げ、選択してもらい実施。選択型支援サービス導入前と導入後にアンケー
トを実施した。また、身体状況の測定を日々のレクリエーション前と後で
行った。【倫理的配慮】研究趣旨を説明し、プライバシーを守り匿名性を
厳守すること、研究報告することなどを書面および口頭で説明し同意を
得た。【結果】各質問別の平均での集計は、選択型支援サービス導入前と
導入後で有意差がなかったが、全体の集計では有意差があった。また、レ
クリエーションの前後で身体状況の測定をした結果では、全体の集計で
脈拍が有意に下がる結果となり、一番多く選択された「映画鑑賞」での有
意差が顕著であった。車椅子での散歩ではフェイススケールに有意な差
があった。【考察】レクリエーションを選択型として患者に選んでもらい
実施することに焦点を当てた結果、患者が自分にとって楽しいことを自
分で選択することができ、それが総合満足度の上昇につながった。今後も
患者の主体性・選択性・自己決定を尊重し、選択型支援サービスを継続
していくことで個々に合った心身の安定や満足につながるサービスが実
現できるものと考える。

P4-18-5 HCU内で発生する夜間の音の改善に向けて

○
く ぼ た さ き

久保田 沙紀、野極 亜子
NHO 静岡医療センター HCU

【Key Word】不快な音 夜間の環境 患者疑似体験 1．はじめに HCU
は夜間の入院や ICUからの入室受け入れをしており、様々な音が発生し
やすい。昨年の看護研究において「音環境」が患者ストレスの要因である
ことが判明し、改善に努めてきたが至っていない。原因の 1つとして、看
護師－患者間の音の感じ方の相違が考えられたため、患者疑似体験を行
い、改善にむけて対策を立案・実施した結果を報告する。2．研究方法 1）
研究期間 平成 25 年 7 月～12 月 2）研究対象 HCUスタッフ 18 名 3）
研究方法 質問紙調査法 3．結果 患者疑似体験前アンケートでは、患者
から「アラームの音で眠れない」「話し声がうるさい」と指摘されたものが
多かった。患者疑似体験後アンケートでは、「音が気になって眠れない」
「音や会話で目が覚めた」との回答が得られた。標語の復唱実施後アン
ケートでは、「音がうるさく感じなかった」との回答が得られた。標語の
復唱後の意識調査アンケートでは、「音を意識して行動できた」との回答
が得られた。4．考察 患者疑似体験により、音への意識が高まり発生を
最小限に留めることができた。標語の復唱実施で意識の向上に繋がった。
音環境は、患者に影響を及ぼすものであるとの認識が必要。5．結論 1）
HCU内では、厚労省で騒音とされる音圧レベル（夜間 40dB）を上回って
いた。2）患者にとってアラーム音などの不快な音は、医療従事者にとっ
て必要な音であるため、音を発生させない・持続させない配慮と同時に、
患者への説明を実施することが必要。3）音が患者に与える影響を考え意
識を高めることで、夜間の音環境が改善された。

P4-18-6 予定入院患者の入院時患者対応に関するシス
テムづくり～入院時対応マニュアルの作成と
その効果～

○
う じ た た か こ

氏田 貴子1、東 かおり1、奥 菜奈美1、渡邊 紗千1、
釘宮 由美子1、西山 ゆかり2

NHO 別府医療センター 看護部1、
NHO 別府医療センター附属大分中央看護学校 教育主事2

1．目的A病棟では入院時患者対応が看護師個々で異なり患者の不安や
業務の煩雑化に繋がっていた。そこで入院時患者対応の標準化を図り、患
者・家族への接遇改善に取り組んだ。2．方法 対象：A病棟看護師 26
名期間：H25.7�17～H25.12�1 内容：1）アンケート調査「入院時患者対応
で困った事について」2）アナムネ用紙、及び「A病棟へ入院される患者
様へ」の作成・配布 3）アンケート調査 2）を活用後の問題点の改善状
態 3．倫理的配慮 研究への参加は自由意志に基づくものであり、個人が
特定されないためのプライバシーの保護を説明し同意を得た。4．結果
1）でアナムネ聴取に時間がかかる、入院時患者対応が看護師個々で異な
るなどの意見より（1）アナムネ聴取時間削減のためのアナムネ用紙、（2）
入院前準備ためのパンフレット、（3）入院時患者対応標準化のための入院
時対応マニュアルを作成した。（1）に対し 69％が改善した、少しは改善
した（2）に対し 92％が改善した、少しは改善したと回答した。（3）に対
し 69％が少しは改善したと回答した。5．考察 （1）～（3）を作成した
ことで入院時患者対応の標準化を図れた。関野らは、「他職種との連携や
業務分担により入院時看護業務がスムーズにできるようになった」と述
べている。今回、外来との連携もありアナムネ聴取がスムーズになり、患
者は入院前準備を充分に行えたと考える。6．結論 患者対応の標準化に
より接遇改善のためのシステム作りが出来た。外来との連携をとったこ
とで接遇改善の体制が整った。
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P4-18-7 患者同士の交流会の導入後のアンケート調査

○
の だ あ け み

野田 明美、佐藤 亜美、近藤 詩穂、常楽 美晴、有馬 裕子
NHO 旭川医療センター 看護部

はじめに：神経難病患者の心理的援助はQOLの維持・向上に欠かせな
いものであり、その手段として同じ疾患を抱えている者同士が病気につ
いて語り合い理解し合う援助プログラムの必要性が示唆されている。当
院では情報の提供はされているが、患者同士が話をする機会は設けてい
ない。その疾患を抱えている人にしかわからない悩みや不安を表出する
場がなかった。そこで平成 25 年 6 月より毎月開催しているパーキンソン
病教室に交流会を導入した。目的：交流会が意義あるものかをアンケー
ト調査し検討する。研究方法：アンケート調査。平成 25 年 6 月 7 月 9
月の参加者に交流会前後に行った。交流会の方法：患者と家族が 1グ
ループ 7～15 人で、30 分間自由に話しをする。結果：参加者のべ 35 名の
回答が得られた。病気に対する不安についての質問は 1回目のアンケー
トでは不安があるという回答は参加前は 0％であったが参加後は 53％
へ増えた。2回目は不安があるという回答は前 76％から後 53％に減り、
3回目は前 58％から後 45％に減った。今の気分についての質問は 1回目
のアンケートでは気分が良いという回答は参加前 24％であったが参加
後は 70％に増えた。2回目も気分が良いという回答は前 12％から後
75％、3回目も前 50％から後 91％に増えた。次回への参加意欲について
の質問は 3回とも次回も参加したいという回答がほぼ 100％であった。
考察：交流会の導入により病気に対する不安は解消され気分も良くなっ
たことが伺える。今回のアンケートは自由記載欄がなく不安や気分の具
体的な内容を分析出来なかった。今後は自由記載欄を取り入れ定期的に
アンケート調査を行い、交流会がより患者に貢献出来るように運営して
いきたい。

P4-18-8 病院祭にて『高齢者疑似体験』を行って

○
た な か かつひこ

田中 克彦、佐藤 宇忠太
NHO 西新潟中央病院 看護部 1病棟

【はじめに】当院では 2008 年より地域住民を対象とした病院祭を開催し、
各部署が専門性を活かしたイベントを企画している。2013 年の病院祭で、
高齢者への理解を深めるために疑似体験を行った。体験を通し高齢者の
身体・心理状況について理解が深められ、また地域住民とふれあいの機
会となったので報告する。【方法】メンバーは療養介助員 11 名、看護師 3
名。高齢者疑似体験の開催にあたり、インストラクターの資格が必要なた
め、うち 2名が講習会に参加し資格を事前に取得した。地域住民を対象に
体験装具を全身に着用し、記載・色の識別・買い物・歩行・着衣の体験
を行った。体験終了後に、アンケート目的を説明し同意を得られた来場者
にアンケート調査を行った。【結果】2013 年病院祭の来場者は約 1,000
名であり、当ブースの来場者は、男性 13 名、女性 27 名、年齢は 20 歳以
下 15 名、20～50 歳代 13 名、60 歳以上 8名、無記入 4名の計 40 名。参加
者からは「老人になることで、体が重くなり目が見えなくなる不安等を体
験できた。」「おじいちゃん、おばあちゃんをもっと大事にしようと思っ
た。」と言った声が聞かれた。参加スタッフからは「地域住民と共に参加
した患者家族とのふれあいを通じて、関係性をより深めることができた」
との声が聞かれた。まとめ】参加した地域住民のアンケート結果から、開
催の目的である高齢者の身体・心理状況を身近に体験してもらうことが
でき目的が達成できた。次回開催時の課題として、段差を使った歩行や新
聞を読むなど体験項目の充実、体験スペースの拡充、それに伴うスタッフ
の増員を検討したい。そして、地域住民の皆さんに貢献するため、今後も
継続して病院祭に参加していきたい。

P4-19-1 関節リウマチ患者における歯周病に対する口
腔ケア対策の検討

○
よしどめ ゆ か り

吉留 由香里、小野又 淑乃、宮村 知也、大力 元子
NHO 九州医療センター 看護部

近年関節リウマチ（RA）と歯周病の関連が注目されている。今回我々は
当院に入院したRA患者 11 名に対し、口腔ケアの実際調査と口腔内状態
の評価を行った。アンケート・歯科医による口腔内精査を行い、更に歯科
医による診察結果をもとに、入院期間を通して 1日 1回、看護師による口
腔ケア指導を実施した。アンケートの結果、RAによる関節痛や手指変
形・こわばりのために、歯ブラシを握ること、歯の根元や奥歯が磨きづら
いことが抽出された。1日の歯磨き回数は 1日 1回、または 2回と答えた
者が 8名（72％）と多く、1日 3回以上と答えた者は 3名（28％）と少な
かった。1回の歯磨き時間は一般的に 5分�回程度が有効と考えられてい
るが 1回あたりの時間は 3分以上～5分と答えた者が 3名（27％）と少な
く、3分未満と答えた者が 7名（63％）と半数以上であった。口腔内精査
の結果、歯周病に罹患していた者は 4名（36％）であったが、プラーク沈
着や磨き残しがあり歯周病及び歯周病発症リスクが高いと考えられる患
者が 7名（63％）であり、全例で歯周疾患病態を認めた。看護師による口
腔ケアの指導は、歯ブラシの当て方の指導が 6名（55％）、奥歯・生え際
の磨き方の指導が 7名（63％）であった。その他の指導としては、歯ブラ
シを小刻みに動かすこと、また歯磨き実施時間を長くすることが各 3名
（27％）であった。以上よりRA患者では、病態に起因する手指機能障害
により、全例で歯周疾患に罹患しており、口腔内ケアが不十分な可能性が
示唆された。看護師は、主治医・歯科医師と連携を図り、患者が効果的な
口腔ケアが行えるよう指導を行うことが重要と考えられた。

P4-19-2 アセスメントシート・ケアプランの活用によ
る経口挿管患者の口腔ケアの効果

○
てらしま み ほ

寺嶋 美穂、千葉 節子、坂本 愛、藁谷 夏音、清水 るみ子
NHO 仙台医療センター 救命救急センター

【目的】アセスメントシートとケアプランを使用した経口挿管患者の口腔
ケアによる患者の口腔状態の改善効果と看護師の使用感を明らかにす
る。【方法】1対象・期間経口挿管中の患者とアセスメントシートとケアプ
ランによる口腔ケアを実施した看護師。期間は平成 25 年 7 月～10 月。2
データ収集と分析病棟独自のアセスメントガイド、アセスメントシート、
ケアプランを作成。対照群は今まで通りの口腔ケアを実施。実験群はアセ
スメントシートを用いて看護師 2名で評価、状態に合わせたプランを選
択し実施。対照群、実験群の評価を点数化して単純集計し、開始時、4
日目、7日目の点数を比較。また、実験群と対照群各 1名の事例を質的に
分析した。ケアを実施した看護師へはアセスメントとケア方法に関する
質問紙調査を実施した。【結果】対照群の口腔状態は悪化し、実験群は次
第に改善した。看護師調査では 80％以上が「口腔状態を把握しやすく
なった」「口腔ケアがしやすくなった」とした。【考察】アセスメントガイ
ドの使用で看護師が同じ視点でアセスメントができ、アセスメントの正
確性が高まったことで個々の問題点が抽出され適切なケアプランの選択
ができたと考える。また、アセスメントシートへの記載により口腔状態の
変化やケアの効果が記録に残り、看護師間での情報共有ができるため継
続したケアを行うことができた。さらに、ケアプランを示し手順を明確に
したことで、共通認識のもとで統一したケアが行えるようになり、トラブ
ルに対して早期に対処できたことが、口腔状態の改善に繋がったと考え
る。【結論】アセスメントシート・ケアプランの使用は、経口挿管患者の
口腔状態の改善に効果的であった。
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P4-19-3 口腔内状態別フローチャートの作成～適切な
口腔ケア使用物品の選択～

○
ひらもと み え

平元 弥絵、小林 克枝、向井 芳枝、福積 愛、舞田 有希子、
松村 瞳

NHO 東広島医療センター 1病棟

【はじめに】A病棟は、脳疾患や心不全で自力での口腔ケアができない患
者が多くいる為、看護師が口腔ケアを行っている。看護師個々により口腔
ケアの方法や知識に違いがあり、実際に清潔になっているかどうかの判
断に差がある現状であった。そこで、統一・継続した口腔ケアを行うため
に当院にある口腔ケア評価表を用い、看護師が行っている口腔ケアの実
態調査を行った。その結果から、A病棟の現状を把握し口腔内状態別フ
ローチャートを作成したので報告する。【結果・考察】患者別に口腔内の
状態を口腔ケア実施前後に、口腔ケア評価表を用いて評価した結果、乾
燥・舌苔・口臭のすべてに関して口腔内状況が改善した患者がほとんど
であった。一方看護師の口腔ケアの実態調査結果からは、看護師の経験年
数が長い程、患者の口腔内の状態や病状別に合わせた使用物品を使い分
けていることがわかった。物品の選択や口腔ケア方法が不統一な現状が
あり、統一した口腔ケアを実施するために口腔内状態別フローチャート
が必要であると考えた。また、口腔内の乾燥を予防する為、看護師の保湿
剤の使用に対する意識を高める為にフローチャートへ保湿剤を組み込ん
だ。【まとめ】1．看護師の経験年数によって口腔ケアの方法にばらつきが
あったため、統一した口腔ケアを実施するためにフローチャートが必要
である。2．患者個々の口腔内の状態に合わせ、適切な物品を使用するこ
とが効果的である。3．口腔内の状態を良好に保つためには湿潤が必要で
あるがA病棟では保湿剤使用するという認識が低かった為フロー
チャートへ組み込んだ。

P4-19-4 プラチナ製剤における味覚と嗜好の変化～食
事摂取状況と嗜好の実態を調査して～

○
はしもと ひろかず

橋本 浩和、小森 名津季、宮城 暢子、足立 玲子
NHO 東近江総合医療センター 東2病棟

【背景�目的】当病棟は肺がんのため化学療法を受けている患者が多く、副
作用により経口摂取量が低下する患者がいる。投与する薬剤によって患
者が訴える味覚や嗜好にどのような特性があるのかを明らかにして、味
覚変化をきたしていても経口摂取ができる食事内容を指導したいと考え
た。【研究方法】プラチナ製剤を使用した肺がん患者 18 名にアンケート調
査を行い、シスプラチンを使用した患者をA群、カルボプラチン・ネダ
プラチンを使用した患者をB群に分類し、薬剤別に比較した。調査データ
は基本集計を行い、2群の検定は χ2検定を行い、有意水準は 5％とした。
【結果・考察】化学療法後にA群と B群で味覚障害の出現率に大きな差
はなかった。催吐リスクが高いA群に食欲不振が多くみられた。これは
嘔気が影響していると示唆される。B群には好みの味の変化がみられた。
B群には化学療法食を摂取した人が多く普通食とは異なるメニューがあ
り、そのメニューを摂取したことで好みの味を見つけることができ自身
の変化に気づけたと考える。また、味覚異常は、1．味覚受容体細胞の神
経障害 2．味覚伝導路の神経障害 3．口腔乾燥など口腔疾患や全身状態の
悪化 4．亜鉛不足等でも引き起こされる。そのため、亜鉛血中濃度測定に
よる評価に基づいた亜鉛製剤の投与や口腔内の観察・口腔ケアの指導も
必要である。【結論】1）味覚障害の原因はさまざまであり、それに合わせ
た対策をする必要がある。2）嗜好の変化は患者個々によって異なるため、
患者の個別性に合わせた食事指導が効果的と考える。

P4-19-5 側臥位で食べやすい傾斜台の角度の検討―食
べやすさに影響を与える要因―

○
や ざ き し ほ

矢崎 志歩、加藤 節子、柳澤 智子
NHO 千葉医療センター 看護部

【目的】側臥位で食事摂取する場合の食べやすい傾斜台の角度を検討す
る。【言葉の定義】食べやすさとは、見えやすさ・口への運びやすさとす
る。【研究方法】調査対象：A病棟看護師 10 名期間：平成 26 年 2 月 3
日～2月 28 日方法：0度（傾斜台なし）、10 度、15 度、20 度の傾斜台を用
いて食事摂取の模擬体験を行い、どの角度の傾斜台が見えやすく、口へ運
びやすのかを調査する。ベッドの角度は水平とし、食器、膳の位置、被験
者の身体の位置を統一する。【結果】一番見えやすいのは 20 度の傾斜台で
あった。口への運びやすさでは、傾斜台を使用した方が運びやすくなって
いるが、角度による大きな変化は見られなかった。「20 度だとこぼれそう
だったので、15 度が一番食べやすいと思った。」など、15 度が食べやすい
という意見が 10 人中 5人から聞かれた。【考察】見えやすさでは、傾斜が
ある分、食器の底の内容物まで見ることができたため、20 度が見えやすい
という結果になったと考える。口への運びやすさで角度による差があま
り出なかったのは、食器から口までの距離や運ぶ動作が角度による影響
を受けなかったためだと考える。見えやすさと食べやすさに差が生じた
のは、食べやすさには、見えやすさ、口への運びやすさといった物理的要
因だけではなく、食器からこぼれる不安など心理的要因が影響するため
だと考えられる。そのため、物理的に食べやすいと考えられる 20 度より
も、こぼす不安の少ない 15 度が食べやすいという結果になったと考え
る。【結論】1）見えやすい傾斜台の角度は 20 度である。2）物理的要因だ
けでなく、食べこぼす不安など心理的要因も食べやすさに影響する。

P4-19-6 意識障害患者に対する口腔ケアの統一に向け
た取組み

○
なかむら こうすけ

中村 光佑、浦田 のぞみ、熊谷 彩、渡部 悠、室田 力
国立国際医療研究センター 看護部

【はじめに】A病棟の入院患者の約 8割が脳血管障害により日常生活に援
助を必要としている。患者のQOL向上をめざし、早期リハビリテーショ
ンの介入を行っている。また、意識障害により経口摂取が困難な患者も多
い。良質な口腔内環境を保つことは早期経口摂取に繋がり、QOL向上の
一助になる。しかし、A病棟での口腔ケアの手技は看護師ごとに異なり、
十分な口腔内の清潔が保持されているとは考え難い。そこで、まず口腔ケ
アの統一に向けた取組みを行った。【活動】口腔ケアの実施状況を把握す
るため、看護師に対して無記名でのアンケートを実施し、回収を持って同
意を得た。その結果、口腔ケアの知識・技術の不統一、物品不足の二点が
原因により統一したケアが実施出来ていないことが分かった。これらの
問題に対して、A病棟で実施可能なケア方法の見直しを行い、口腔ケアマ
ニュアル、根拠を明記したQ&Aを作成し、知識統一と疑問の解消を図っ
た。歯科医師の協力による勉強会を実施した。また、ケアに必要な物品を
選定し提示し、物品が不足する患者には物品貸し出す体制を整えた。【結
果・考察】二度目のアンケートの結果、実施時間や方法に看護師間の相違
がなくなった。また手技に関する疑問も減り、ケアが困難な事例への対応
などの意見が挙げられた。手技が統一し、ケア物品も充実したことから、
口腔ケアに対する意識が向上したと推察する。手順を明文化し、歯科医師
の協力を得たことで、知識と手技の統一を高めたと評価する。【おわりに】
活動を通して口腔ケアを提供する為の療養環境は改善され、ケアの統一
に繋がった。今後は口腔ケア継続すると共に、患者の口腔ケアへの有効性
を検証したい。
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P4-19-7 重症心身障がい者の口腔内環境改善への取り
組み～唾液腺マッサージを取り入れて～

○
よしかわ り な

吉川 里菜
NHO 紫香楽病院 看護課

【はじめに】重症心身障害者は、口唇過敏や筋緊張を伴う等の理由により、
開口の保持が難しくブラッシングが困難な場合がある。また、抗けいれん
剤の長期服用による歯肉増殖があり、歯肉出血が出現し易い。そこで口腔
内環境と歯肉出血の改善に唾液腺マッサージによる唾液分泌を促すこと
で改善するのではないかと考えた。【目的】現行の口腔ケアに加え、唾液
腺マッサージを行うことで口腔ケア時の歯肉出血が改善するか検証す
る。【方法】口腔ケア時の歯肉出血を認める 3名に、現行の口腔ケア後の
口腔状態（実施前）と、唾液腺マッサージを実施した場合（実施後）で、
歯肉出血の改善の有無・口腔環境（口臭の程度・口唇乾燥）改善の有無を
観察法で調べる。【結果】A氏は、歯肉出血の有無に関して違いは見られ
なかったが、口臭は実施前は 8日間中 7回有りから、実施後 0回となっ
た。口唇乾燥は実施前 8回から実施後 2回へ減少した。B氏は、出血はや
や減少が見られたが、口腔粘膜の乾燥状態と口臭に関しては悪化した。C
氏は、出血回数の増加を認め、口腔粘膜の乾燥状態、舌苔、口臭に関して
も悪化した。【考察】A氏は歯肉増殖がなく、唾液腺マッサージによる唾
液分泌を促したことで自浄作用や保湿作用により口腔内環境の改善が見
られたと考える。B氏と C氏は、抗てんかん薬を長期服用しており歯肉増
殖を認めていた。唾液分泌を促すだけでは歯肉出血の改善はできなかっ
た。【結論】唾液腺マッサージによる唾液分泌を促すことで歯肉出血の改
善は見られる。しかし、抗けいれん薬の長期服用患者で歯肉増殖のある患
者には効果が得られない。

P4-19-8 排便評価表の活用～ブリストルスケール3～
5の自然排便を目指した排便コントロール～

○
し ば た はるか

柴田 悠、大和田 恵美、都築 美香、浦 広子、佐々 惠子
NHO 東名古屋病院 回復期リハビリテーション病棟

【目的】脳卒中の患者には、後遺症などにより便意を訴えられない、排泄
時に姿勢が保持できず腹圧がかけられないなどにより、排便コントロー
ルがうまく行えない現状がある。そのような患者に対して、当病棟では 3
日間排便がないと摘便を実施し、さらに排便がない場合は刺激性緩下剤
を使用している。看護師のアセスメント不足により刺激性緩下剤の適応
でない患者に対しても刺激性緩下剤を使用した結果、下痢になる患者が
いた。患者の排便周期や患者に適した緩下剤の選択など、看護師のアセス
メントが不十分であることが問題と考えた。今回看護師が患者の排便状
況をアセスメントするための排便評価表を作成した。排便評価表をもと
にアセスメントし、患者に合った援助を実践しブリストルスケール 3～5
の自然排便ができるようになった症例があったため、ここに報告する。
【対象】脳血管疾患後遺症により排便の訴えが出来ない、便意が曖昧、座
位保持が困難な患者 5例【方法】1 排便評価表を作成 2 排便評価表を
元にアセスメントし、対策を検討し、2週間実施 3 2 週間後排便評価表
を使用して再評価【結果・考察】排便評価表を作成し、排便評価表に沿っ
て患者の情報収集をした。それをもとにアセスメントをした上で、患者に
合った対策を検討し実施した。今回 5症例実施し、対策を実施したことで
3症例がブリストルスケール 3～5の自然排便になった。排便評価表はア
セスメントする上で活用しやすく、排便評価表の活用は患者の排便コン
トロールにおいて有益であったと考えられる。

P4-20-1 術後眼帯外れ減少に向けたテープ固定方法の
検討

○
こ じ ま ゆ り こ

小嶋 友理子、谷 朝美、笈川 真美、佐藤 祐太、渡邉 琴美、
橋本 伸夫、猿渡 良根

NHO 静岡医療センター 7東病棟

1．はじめに 当院の白内障手術は 1泊もしくは 2泊 3日で実施してい
る。患者は術後、患眼に眼帯を装用し翌朝まで外さずに過ごすが夜間眼帯
が外れることがある。それにより、創離開・感染・安眠妨害のリスクと
なっている。そこで眼帯の外れやすい患者の特徴、新固定法の検討を行っ
たので報告する。2．研究方法 1）対象：眼科手術を受け術後翌朝まで眼
帯を装用する患者 2）内容：（1）現固定法の実態調査（2）簡易測定器で顔
面の水分、皮脂測定（3）眼帯外れチェック（4）患者アンケート（5）使
用テープ、新固定法の検討（6）新固定法 2種類を交互に実施、（2）～
（4）の実施 3．結果・考察 本研究では 191 名が参加した。内訳は旧固定
法 108 名、新固定法A42 名、新固定法B41 名で、眼帯が外れた患者は旧
固定法 21 名、新固定法A5名、新固定法B2 名であった。眼帯外れと性別、
年代といった患者属性は相関関係がなく、眼帯の外れやすい患者の推定
は困難である。患者アンケートでは、新固定法では眼帯に触った患者数は
減少し、テープの追加貼付による皮膚負担はなく、確実に固定されたこと
で不安が軽減したと考える。旧固定法と新固定法A、Bにつき χ2検定を
行い、B固定法では有意差が見られた。（χ2＝4.82、df＝1、p＜.05）新固定
法では外れ数が減少し、術後眼帯にテープ追加は効果があると考える。新
固定法では太いテープを使用したことで固定強化され、テープ浮きを軽
減したと考える。新固定法Bは、額にテープを一本追加するだけで全面が
剥がれることを抑止する効果があり、実施方法の簡便さ、見た目、患者の
安心感という点から取り組みやすい方法である。以上から、新固定法B
を術後眼帯の標準とする。

P4-20-2 オムツを装着している患者の失禁に関連する
皮膚トラブル0を目指して

○
みやうち ま さ よ

宮内 雅世
NHO 静岡医療センター 外科病棟

【はじめに】現在、皮膚トラブル発生後に治療的スキンケアを実施してい
るが統一した予防的スキンケアを実施することで皮膚トラブルを防ぐこ
とが可能ではないかと考えた。今回、予防的スキンケアの中でも機械的刺
激の除去に着目し、愛護的な泡洗浄での統一した陰部洗浄ケアを実施す
ることで皮膚トラブルの要因となるドライスキンを予防できるのかをモ
イストチェッカーを用いて肌水分率を比較し実施した。【研究方法】対
象：認知症や寝たきりなど術前後問わず尿意・便意が曖昧でオムツを装
着、また術後ADL低下によりオムツを装着している患者。期間：2013
年 11 月～12 月データ収集方法：従来の陰部洗浄、愛護的泡洗浄実施。臀
部の肉眼的観察と共に時間経過で確認できるように洗浄前、洗浄後、16
時、21 時にモイストチェッカーによる肌水分率（％）チェックを行い、従
来の方法とのデータ比較を行う。【結果・考察】研究期間中肉眼的な発赤
の出現なし、肛門周囲のただれ増悪なし。掻痒感・疼痛なし。愛護的洗浄
方法実施中研究対象者の肌水分率はすべての時間帯において上昇。愛護
的泡洗浄を実施することで従来の方法より肌水分率を高く保持すること
ができ、ドライスキンを予防することができたといえる。【まとめ】愛護
的な洗浄を実施することで肌水分率を上昇させ、機械的刺激を軽減する
要因の 1つとなることが分かった。今後の課題として患者背景をトラブ
ル因子をアセスメントし必要なケアを立案しながらスタッフ全員が統一
した予防的スキンケアを実施することが必要。
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P4-20-3 自力で体位変換ができない患者の寝床環境の
把握

○
い と う き よ こ

伊藤 希代子、丸目 祥子、坂井 輝男
国立療養所多磨全生園

【はじめに】自力で寝返りができない患者は、職員の介助で体位変換を可
能としている。患者の体位変換を行うとき、背部に熱感や湿潤を感じる事
があり、適切な寝床環境が提供出来ているのかと疑問を感じた。先行文献
を検索したが医療現況についての記述はみつからなかった。今回、自力で
寝返りができない患者の、寝床環境を調査したので報告する。【目的】自
力で寝返りができない患者の寝床環境の現状を知る【研究方法】1）対象
96 歳男性。ハンセン病の後遺症及び脳血管性認知症による見当識障害が
ある。又、両手指の拘縮、両下腿切断の為自力での寝返りができない。2）
データ収集方法 1カ月間毎日、寝床環境に関する 13 の観察項目を、夜間
帯 3時間ごとに体位変換を行い測定し記録した。3）倫理的配慮 患者本
人及び保護者に書面と口頭で説明を行い同意を得た。【結果及び考察】寝
床内の温度は体位変換前後とも、最適とされる「適正温度（33±2℃）」よ
り約 6～10℃低い温度であった。又、寝床内の湿度では体位変換前後と
も、「適正湿度（50±5％）」より約 9～13％高い湿度であった。不快指数
においては寝床内と接触面共に、「最も快適（70 前後）」より「やや暑い」
であった。この事から、自力で寝返りができない患者においては、適切な
寝床環境を整えにくいことが示唆された。今後快適な環境を提供する為
には、寝床内の温度・湿度・不快指数など考慮した介入が必要である。
【結論】自力で寝返りができない患者では、定期的に寝床環境の把握を行
い、個々に合わせた体位変換時間の検討が必要である。

P4-20-4 先輩看護師の清潔援助への効果的な関わり
方―入浴を希望しない患者への関わりから―

○
しおざき ま ゆ み

塩崎 真弓1、村上 利奈1、石川 唯1、西川 真衣1、福島 美栄1、
富永 由香1、藤岡 紀子1、野本 百合子2

NHO 四国がんセンター 看護部1、愛媛県立医療技術大学2

【はじめに】入浴を希望しなかった患者が先輩看護師の関わりで入浴を希
望した事例より、入浴を勧める際の効果的な関わり方は看護経験を重ね
ることで培われるのではないかと考えた。先輩看護師が入浴を勧める際
の効果的な関わり方を言語化し、後輩看護師が活かせるよう本研究に取
り組んだ。【研究目的】入浴を希望しない患者に対し先輩看護師がどのよ
うに関わっているのかを明らかにし、後輩看護師が今後の清潔援助に活
かすことが出来る。【研究方法】1．対象は経験 5年以上の看護師 6名 2．
データ収集期間は平成 25 年 12 月 16～20 日 3．データ収集方法は研究者
2名と研究対象者 3名で半構成的なグループ面接を行った。4．分析方法は
面接内容を逐語録にし、簡潔な一文で表現しコード化した。全コードから
類似するものを統合し、抽象度を上げカテゴリー化した。【倫理的配慮】
研究の趣旨や方法、対象者の秘密の保持と研究協力を拒否できる権利を
文書で説明し同意を得た。【結果】48 のコードから、13 のカテゴリー「入
浴を希望しない理由を聞く」「患者の希望する時間に合わせる」「入浴をす
る日や時間、方法を患者と調整する」「症状マネジメントを行なう」「医師
と共に入浴を勧める」「患者に入浴効果を説明する」「入浴方法を具体的に
説明する」「患者のADLに合わせて清潔ケアの方法を選択する」「入浴希
望を尋ねるのではなく、入浴を促す言葉かけをする」「患者の性格に合わ
せて勧め方を変える」「患者が考える時間を作る信頼関係を築く」「2回目
のケアに繋がるように、初回のケアを大切にする」が抽出された。

P4-20-5 心不全患者に対する洗髪を含めた介助シャ
ワー浴の臨床への導入に関する取り組み

○
い お か ゆ み

井岡 祐美、藤重 仁美、柳川 奈千、浜崎 千鶴、善村 尚美、
吉本 晃子、二見 容子

NHO 岩国医療センター 看護部 東5階病棟

【はじめに】
前年度の研究で、心不全患者の洗髪を含めない介助シャワー浴の開始時
期を、50m歩行と運動負荷が同等なトイレ歩行の許可が出た時点で可能
という結果を得た。しかし「髪も洗いたかった」という患者の訴えがあっ
た。そこで、前年度の研究と同じ条件で、洗髪を含めた介助シャワー浴
（以下、介助シャワー浴と略す）の安全な開始時期を研究で明らかにし、
臨床に導入できれば、患者の清潔に対するニードを満たし患者ケアの質
の向上ができると考えた。
【研究目的】
トイレ歩行の許可が出ている心不全患者の介助シャワー浴の開始時期の
妥当性を明らかにする。
【研究方法】
医師より介助シャワー浴を許可され、且つ本研究の同意が得られた患者
10 名。平成 25 年 7 月～同年 11 月に介助シャワー浴を行い、バイタルサイ
ンなどから評価。可否判定は急性期リハビリテーションの判定および進
行基準より抜粋。
【倫理的配慮】
本研究は、A病院の倫理委員会の承認を得た。
【結果】
Borg 指数は 7～11 の間で経過した。自覚症状・脈拍・心電図の項目では
全患者が判定基準を満たした。血圧の項目で基準を満たさず 20mmHg
以上低下した患者が 10 名中 1名いた。
【考察】
1名のみ血圧の項目で逸脱したのはADL低下によるものと考えられ、主
治医が許容範囲と判断し介助シャワー浴は可能となった。50m程度の歩
行ができコントロールされた心不全患者であれば、洗髪を含めた介助
シャワー浴が問題なく行えると考えられる。
【結論】
トイレ歩行が許可されコントロールされた心不全患者では、洗髪を含め
た介助シャワー浴が与える運動負荷は少ない。安全に洗髪を含めた介助
シャワー浴を行える時期として、安静度がトイレ歩行までの患者が妥当
である。

P4-20-6 筋ジス病棟における気管切開患者の安全な入
浴介助のための工夫～気管切開部を囲う防水
具を作製して～

○
そ の だ し ろ う

園田 士郎、裏 雅明、土谷 浩美、小森 亜妙美、緒方 彩華、
丸小野 まゆみ、安西 直子

NHO 西別府病院 東1病棟

【目的】当筋ジス病棟では、気管切開術を受け人工呼吸器を装着している
患者が 24 名いる。患者は身体の変形・拘縮、筋力の低下が著明であり、
入浴時、気管切開部への湯の流れ込みに細心の注意を払う必要がある。当
病棟看護師のほぼ全員が、入浴後、気管切開部の ϒガーゼが濡れていると
感じており、湯が流れ込む危険性も感じている。そこで、湯の流れ込みを
防ぎ、ϒガーゼが濡れない入浴を提供するために、防水具を作製した。
【方法】防水具は、気管切開部を囲い、横幅 30cmの筒状に成形し、外布
に柔らかいビニール生地を使用した。防水具の中身には、既製の保冷剤の
中身 400g をビニール袋に入れた。これで気管切開部を囲うように使用
し、シャワーのかけ湯の流れ込みを防止する。作製した防水具を使用し、
看護師をモデルに気管切開患者と同様の入浴介助方法で、1分間、3分間、
5分間とシャワーでのかけ湯を行い、気管切開部の ϒガーゼに吸収され
た水分量を測定した。【結果】防水具を使用せずにシャワーにてかけ湯を
した場合、気管切開部の ϒガーゼに吸収された水分量は 50g であった。防
水具を使用した場合、1分間・3分間・5分間のそれぞれの時間において、
ϒガーゼに吸収された水分量は 0gであった。防水具は、中身のジェルが
広がりやすく、身体の凹凸にも十分に密着したことで気管切開部への湯
の流れ込みを防いだ。また横幅を 30cmとしたことで、両端からの湯の流
れ込も防ぐことが出来た。【結論】保冷剤のジェルを使用した 30cmの防
水具は、身体の凹凸に密着するため、気管切開部への湯の流れ込み防止に
有効である。
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P4-20-7 入浴が行えない直達牽引患者が簡易で安全に
入浴感を味わえる足浴器具の製作

○
みやざき あ や の

宮崎 絢乃
NHO 水戸医療センター 看護部

［目的］入浴が行えない直達牽引患者がベッド上で入浴感を味わえる足浴
器具を製作し、入浴感を味わえるかどうかを検証する。用語の定義：入浴
している感じ、爽快感［方法］1 シャワーカバーを使用して足浴器具を
製作。2 製作前後で、看護師 20 名が患者役・看護師役となり交互に足浴
を実施。3 それぞれの方法に対して看護師 20 名にアンケート調査を実
施。［結果］シャワー時に創部カバーとして袋状で入口がゴムになってい
るシャワーカバーを使用している。袋内にお湯が入らないため、反対に中
にお湯を溜めて足浴器具として使用出来ると考えた。シャワーカバーの
先端を切り取ってお湯の注ぎ口を作り、その先端に保温効果を高めるた
め密閉チャック付のビニール袋を取り付けた。接続部は防水テープで保
護し固定した。新しい方法は「お風呂に入っている感じがした」、「ぽかぽ
かと温まり、温かさが持続した」との意見が 8名から聞かれた。その他に
足浴器具の入口を広くすること、排水口が必要との意見があった。［考察］
製作した器具を用いた足浴方法は、下腿までお湯に浸けられる、密閉
チャックを使用した事により保温出来たことが入浴感に繋がったと考え
られる。また、「入口が狭く、洗いにくい」「排水口が必要」との意見につ
いては、使用する際に患者の足が外旋位とならないよう、足浴器具の踵部
分に排水口を作成、密閉チャック付きのビニール袋の入口を広くし、入口
から底までの高さを低く設定する事で改善ができるのではないかと考え
る。［結論］作成した足浴器具では従来よりも入浴感が得られたが、改良
が必要である。

P4-20-8 開腹手術後患者の初回離床におけるベテラン
看護師の関わり方

○
せ お え り

瀬尾 絵里、別府 亜由美、矢田 恵美、佐々木 伸樹、
辻 真紀子、鎌元 浩司、新田 早織

NHO 福山医療センター 消化器外科

目的：ベテラン看護師が初回離床をする時にどのような関わり方を行っ
ているのか、ベテラン看護師の言葉かけから明らかにする。方法：A病棟
勤務中のベテラン看護師に手術後患者の初回離床を行ってもらい、研究
者が作成した調査表を基に構成的面接法でインタビューを行った。イン
タビューを録音したテープから逐語録を作成しコード化した。結果：本
研究のテーマに関する内容の言葉かけを 68 個抽出し、12 個のサブカテゴ
リーと 8個のカテゴリーを生成した。考察：ベテラン看護師は離床時に
患者の協力を得るためにも【ケアを通して信頼関係を築く関わり方】を
行っており、手術前から家族へ離床の必要性を説明したり、一緒に離床を
促したりすることで【家族の協力が得られるよう働きかける関わり方】も
行っていた。専門的知識を活かして離床の必要性を説明し【患者が納得し
て離床出来るような関わり方】を行っていた。何度も離床することを伝え
【患者が離床に対して心の準備が出来るような関わり方】を行っており、
離床前に患者に合った環境を整えることで【安全に離床が行えるような
関わり方】を行っていた。患者の苦痛を少なくする方法の一つとしては
【段階的な離床を促す関わり方】を行っていた。患者の出来たことを認め
共感したり、患者が安心出来るような言葉かけを行い【次の離床に繋がる
関わり方】を行い、患者が症状を訴えられる言葉かけや看護師の質問に対
して答えやすい言葉かけを行っていることから【患者の発言から症状を
把握できるような関わり方】を行っていた。結論：開腹手術後患者の初回
離床におけるベテラン看護師の関わり方として、8個のカテゴリーが明ら
かとなった。

P4-21-1 抗てんかん薬を服用している患者の服薬に関
連する要因の実態調査

○
いしはら き よ み つ

石原 己緒光
NHO 静岡てんかん・神経医療センター 看護部

【はじめに】てんかん治療の主体は、薬物療法であり、患者は抗てんかん
薬を長期服用する必要性がある。しかし、患者個々の服薬コンプライアン
スは差が大きく、様々な因子が関連していると考えた。そこで今後の、服
薬指導に活かすため薬に対する知識についてカテゴリー別に分けて調査
を行ったので報告する。【目的】服薬に関連する要因について調査する。
【対象】H25 年 10 月～H25 年 11 月に入院した抗てんかん薬服薬中の患者
41 名と服薬管理を行っている家族 3名。【方法】服薬に関する知識、服薬
指導の有無、服薬期間等、8要因について質問紙で調査を行う。【結果】服
薬指導を受けたことがある患者は、薬品名と副作用の理解に、高い値を示
した。服薬・自己管理の期間が長い期間の患者ほど副作用について高い
値を示したが、生活に関する知識は低値だった。就業年数が長い患者は、
現在服用している薬、副作用の理解に低い値を示し、生活に関連する知識
は高い値を示した。服薬忘れの頻度で、時々忘れることがある患者、服薬
していて失敗したことがある、忘薬をしないための工夫をしている患者
は薬品名と副作用、生活に関する知識は高値を示した。【考察】薬への関
心が高い患者は、服薬していて忘薬等の失敗をしたことがあり、服薬方法
を工夫している患者であった。服薬指導を受けたことがある患者と受け
たことがない患者では、薬への関心に差がなかったことから、医療者が薬
の必要性を理解してもらうことを目的に服薬指導をしても、患者自身が
動機に気づいてなければ、服薬コンプライアンスは遵守されないと考え
る。患者自身が服薬コンプライアンスの重要性に気づくような服薬指導
方法が必要と考える。

P4-21-2 当病棟における服薬指導手順の活用状況

○
つ ぼ い さくら

坪井 桜、小田 みや子、杉山 かお美、山口 規公美、堀江 恵子
NHO 静岡てんかん・神経医療センター 看護部

【はじめに】てんかん治療における服薬指導は重要である。当病棟では入
院時から受け持ち看護師が中心となり指導を進めているが、集団服薬指
導を行った後、個別の関わりができていないことが多く、服薬指導の手順
が活用されていない状況である。そこで、なぜ手順が活用されていないか
現状を明らかにし、活用できる手順を作成する一助としたい。【対象・方
法】当病棟看護師 14 名へ服薬指導に関する質問紙法による情報収集・分
析【結果・考察】病棟看護師へのアンケートから服薬指導手順の存在は
知っていたが、使用したことがない人が半数以上であることがわかった。
服薬指導で困ったことがあると答えたのは 9名。勤務年数が少ない看護
師ほど知らない、使用した事がないことが多かった。患者層の変化があ
り、発達の遅れや知的障害、運動障害、高次脳機能障害を伴う難治性の患
者が増え、自己管理となる基準に該当しない患者が多くなった。また、職
員の入れ替わり、看護システムの変化もあり、手順が活用されないことが
多くなった。家族背景の変化もあり、自己管理が難しい患者に対してもそ
の方法を患者と共に考えていくことが必要である。現在、服薬の自己管理
に移行する判断、決定が曖昧であり、退院間際になり自己管理を始める事
が多い。ケースカンファレンスが適宜行われ、看護計画の見直しや、情報
の共有はされているが、服薬に関してはあまり議題に挙げられることが
なかった。現在の状況に合わせた手順の見直しと、手順の周知、継続的な
看護師への教育が必要である。
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P4-21-3 内科外来における「お薬手帳」の携帯状況調査

○
に い ゆ う き

新居 優紀、本間 佐知、西村 博美、西川 真理子、岸本 美子
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 成人内科外来

【目的】外来には、多数の薬剤を服用している患者がいる。検査時に内服
薬を中止したり、飲み合わせや重複の確認が必要な時がある。しかし、常
に携帯していない患者が多く、内服薬の確認ができなかった。そこで、お
薬手帳についてアンケート調査を行い、お薬手帳の必要性を理解し、活用
しているのかを明らかにする。【方法】内科外来初診の患者独自で作成し
た質問紙（二者択一方式）に記載してもらい単純集計を行った。【結果】
アンケートの回収率は 100％であり、男性 46％、女性 54％、平均年齢
55.19 歳だった。お薬手帳を知っている患者は、90％。お薬手帳を持って
いる患者は、64％であり、そのうち外出時、診察時に持参している割合は
27％と低い。性別・各年代別では、お薬手帳を知っている患者には男女差
がない。診察時にお薬手帳を持って行く患者は、50 代以上の女性の患者が
多い。診察日により 60 代以上の患者の持参率が高かったが男女差はな
かった。自由回答の意見では、「お薬手帳を必要と思い常時携帯している」
「薬の飲み合わせや重複をさけるため」とお薬手帳の重要性について理解
している人もいた。しかし、「お薬手帳を忘れてしまう、必要がない」な
どの意見があった。【考察】お薬手帳の存在は知っていても、実際に活用
ができておらず、お薬手帳の携帯率が低いということがわかった。また、
男性よりも女性、60 歳以上の患者の携帯率が高かった。高齢の患者は多く
の疾患を有し、内服薬の種類も多い。そのため、患者自身の薬に対する意
識が高くお薬手帳を携帯しているのではないかと考える。【結論】1．お薬
手帳の知名度は高いが携帯率は低い。2．お薬手帳の携帯率は女性が多く、
55 歳以上の患者が多い。

P4-21-4 服薬を自己中断したパーキンソン病患者の内
服自己管理に向けた関わり

○
おおぐち ゆ う や

大口 祐矢、伊藤 美由紀、加藤 由美子、寺谷 里代
NHO 東名古屋病院 看護師

【目的】在宅療養中に薬を自己中断をし、症状が悪化したパーキンソン病
患者に対して、退院後も内服の自己中断をせず、症状の増悪を防ぐことが
できる方法を検討した。【事例紹介】A氏、70 歳代男性。パーキンソン病、
ヤールの分類 3度。内服は毎朝 1日分セットし、自己管理していた。内
服を増量した後、ふらつきが悪化し、嘔気が出現したため、服薬を自己中
断した。すると、嘔気は改善したが、ほとんどベッドで寝ているように
なった。そのため、リハビリおよび薬剤調整目的で入院となる。【方法】
内服を自己中断した理由に耳を傾け、毎日の薬セットが大変だったとい
うことを聞き、共感した。錠剤を一包化してもらうなど、負担の少ない薬
のセット方法を提案したり、自己管理しやすいような薬ケースを一緒に
製作したりして、患者の反応を観察した。さらに、毎食後に確実な内服が
できていることを褒めた。【結果】自分で薬ケースを製作し、満足げな笑
顔をされた。在宅で内服の自己管理を継続することを宣言された。退院時
には、看護師を名指しで呼ぶようになり、信頼関係を形成することにつな
がった。【考察】今回A氏に対して行った看護は、ペプロウが述べる人間
関係論とバンデューラが述べる自己効力理論に基づいた支援であったと
言える。【結論】細かい作業がしにくいときは、薬を一包化する。できて
いることは褒めるように関わることで、患者の自己効力感を高める。自立
度に合わせた援助を提案し、行うことで、信頼関係を築く。自己中断しな
いように働きかけをすることが重要である。※内服：薬そのもののこと
服薬：薬を飲むこと

P4-21-5 病棟薬剤師業務実施加算導入による患者の変
化～服薬について看護師への聞き取り調査か
らわかったこと～

○
と き た み な こ

鴇田 美奈子1,2、渡邊 千賀子1、井上 富貴子1、山口 しげ子2、
山口 克子1

NHO 横浜医療センター 看護部1、国立精神・神経医療研究センター2

【はじめに】A病院において、病棟薬剤師業務実施加算が平成 25 年 7 月よ
り導入された。そこで、病棟薬剤業務の中でも患者の服薬に焦点を絞り、
導入後、患者にとってどのような質的な変化が生まれたか調査したので
報告する。【方法】1）研究デザイン：質的研究 2）研究期間：平成 25
年 6 月～平成 26 年 3 月 3）研究対象：病棟看護師 4）研究方法：対象者
に独自の調査票を作成し半構成的面接を行った。内容は、逐語録を作成し
カテゴリー化した。倫理的配慮：研究の主旨を口頭にて対象者に説明し、
同意を得られた者に対し面接調査を実施した。【結果】看護師は、薬剤師
が服薬指導していることについて、「患者にとって必要なこと」、「看護師
が行うより、薬剤師の方が専門家である」と答えている。また、患者から
は、「わかりやすくてとても良い」「専門家だから何を聞いても答えてくれ
る」など、 薬のことに関する不安が解消していることが明らかになった。
【考察】薬剤師が、病棟内に常駐することで、より専門的知識を交え指導
を行っていると考えられる。患者からも内服している薬から病気を理解
できたという意見から、現在の病期がどの位置であり、薬を服用すること
で自分にどのようなメリットがあるかまた、服用しなかった場合のリス
クなどが説明されていることなどが予測される。また、薬に関しての質問
は、医師ではなく、薬剤師が説明している現状も明らかになった。これは、
常に病棟にいる薬剤師に看護師も相談しやすく、患者も薬剤師の専門性
を認めていることと考えられる。これらのことから、患者にとって、薬剤
師が病棟で服薬指導を行うことは、患者の医療の質を上げることにつな
がっていると考える。

P4-21-6 当病棟における看護師の内服管理に対する判
断基準の現状調査

○
おおたか な お こ

大高 直子、藤本 理香、土屋 佳子、大宮 茂美
NHO 甲府病院 4病棟

【目的】疾病コントロールを良好に行っていくためには、入院中から退院
を予測した内服指導や介入が必要である。しかし当病棟では入院から退
院までの内服管理レベルの判断や評価について、看護師個々の主観で決
定している状況であるため、患者の状態に応じ統一した判断指標の作成
が必要であると考えた。より実用的な内服管理判断指標作成を目指し、内
服管理に対する看護師の判断基準の現状を調査した。【方法】アンケー
ト：看護師 21 名に対し、無記名で内服薬の管理レベルを決定するにあ
たっての判断指標、変更するタイミングなど 8項目について複数回答、選
択式回答、自由解答欄を設け、実施。【結果】1．内服管理レベルを決定す
る際 7割の看護師が判断に迷う理由として、持参薬の残数が認知症の有
無に拘らず合わないなど高齢者の内服管理に関わるものが多くあった。
2．入院時、内服管理能力をアセスメントする指標として認知症の有無、
年齢といった回答が最も多かった。3．入院後内服管理レベルの見直しを
6割の看護師が実施していた。しかし 3割の看護師は見直していない。そ
の半数以上は看護師経験年数 3年目以下であった。評価が必要と考える
時期については看護師個々で回答にばらつきがみられた。【結論】今回の
結果を踏まえ、作成する内服管理レベル判断指標の評価項目においては、
1年齢、2家庭環境、3認知力、4身体機能、5アドヒアランス、6薬の理
解度、7評価時期 とし、内服管理能力を客観的に判断するためのアセス
メントの情報とする。より正確な判断のため項目毎のレベル分けに関し
ては根拠となる文献検索と医師・薬剤師・社会福祉士など多職種の見解
を加えて指標化する必要がある。
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P4-21-7 内服自己管理者の誤薬が減らない要因の検討

○
や い た せ つ こ

矢板 節子、塩井 淳子、関 裕子
NHO 栃木医療センター 看護部

看護師は治療の一貫として薬物療法に携わっている。内服薬の管理方法
は患者によって個々に合わせた方法となっている。しかし、実際には内服
薬自己管理の飲み忘れや、本人の判断で内服を中断してしまう事がある。
看護師は、充分に確認していく、残数の確認を行うといった対応を検討し
実施しているが、誤薬は減少していない。【目的】当院における看護師の
関わりで、誤薬の減らない要因を明確化する。【方法】調査紙を用いて常
勤看護師 18 名に調査を行った。【結果】入院時より内服の自己管理能力の
有無をアセスメントシートで確認しているが、使用しない看護師もいる。
アセスメントシートを用いず自己管理する場合、年齢・性格といった独
自の判断基準の下で行われているが、年齢や性格に関係がなく誤薬は生
じている。【考察】誤薬は内服終了時期に発見される事が多いことから、
誤薬の発見時期が不明確な事がわかった。理由としては、食前に内服を自
己管理としている患者の内服確認を行わず、食後に内服薬の PTP包装
シートにて確認していることが考えられた。自己管理者の誤薬は、経験年
数に関係はなく、多忙な業務の中、内服自己管理者の内服を与薬マニュア
ルに沿った確認が行われていなかった時に誤薬を起こしてしまう要因に
なってしまうのではないかと考える。

P4-22-1 施設基準7対1導入による看護の質の実態調
査

○
かわばた かおり

川端 香、太田 敦子
NHO 北海道医療センター 看護部

＜目的＞H病院は平成 22 年の統合から、地域に密着した急性期病院とし
て質の高い医療を提供することを目標としてきた。看護体制の上位取得
は医療の質の保証と共に働く者の良質な環境を整備するという大きな利
点があり、平成 25 年 4 月から施設基準を 7対 1に変更した。看護師数増
加は先行研究より新人、既卒看護師の指導、教育、チームワークの育成に
時間がかかり、看護サービスの停滞が危惧された。そこで各病棟の管理者
を中心に 1）カンファレンスの定着 2）学生指導の専任化 3）新人教育の充
実 4）安全管理面での取り組みの充実にポイントをあて実施した。管理者
として 4つの行動が改善できるためにスタッフが看護体制の変化をどの
ように受け止めているかを把握し、どの様な改善がサービスの向上とな
るかを知るため、実態調査を行った。＜結果＞学生指導については 56％
が専任化できており、専任化により 80％近くが効果的指導を行えている
と答えている。カンファレンスの定着に関しては抑制、インシデントのカ
ンファレンスを含め 78％が出来ていると答えている。また直接的ケアに
は 90％が出来ているが患者教育など看護師のスキルが必要とされるケ
アは 70％であった。新人教育についてはサポート体制については 48％
が時間内にできている。＜考察＞学生指導の専任化で実習環境を整える
ことはできている。看護師が確保されたことで患者の直接的なケアは充
実してきているがスキルが必要なケアに関しては十分とは言えない。新
人教育は更なる環境の改善が必要である。＜今後の課題＞7対 1看護体制
の看護師の増員によって直接的ケアの充実は図れたが看護師が満足でき
るよう職場環境を整えていく必要がある。

P4-22-2 社会人基礎力強化に必要な看護管理者の支援
についての一考察

○
な み き

並木 あかね、土師 菜緒子、七ッ役 千加子、佐々口 博子、
平松 玉江

国立がん研究センター中央病院 看護部

【はじめに】我々は、経済産業省が提唱する「社会人基礎力」は自律した
看護師を育てる基盤であり、離職防止や働きやすい職場環境作りの一歩
となると考えた。【目的】自施設看護師の社会人基礎力の特徴を明らかし、
管理者としての支援について考察する。【調査期間】2013 年 6 月 28 日～同
年 7月 18 日【研究方法】対象看護師 477 名に調査を行った。調査項目は
社会人基礎力構成要素 13 項目と、看護師経験年数および施設の教育レベ
ル 1～4とした。調査項目は自己評価とし、記述統計した。【倫理的配慮】
本研究は看護師対象であり施設内研究倫理審査の適応外である。「看護研
究における倫理指針」を遵守し実施した。【結果】社会人基礎力の能力の
うち「優れている」と自己評価した者が多かった項目は、規律性（41.7％）、
次いで倫理性（37.8％）、傾聴力（35％）だった。「劣っている」は計画性
（17％）、創造力（22.9％）、働きかけ力（21.6％）が多かった。【考察】働
きかけ力、計画性、創造力が劣っていたのは、マニュアルの整備やパスの
普及で医療・看護が標準化され、考える機会や自ら行動を起こすことが
少なくなったことが要因と考えられる。管理者の支援として、スタッフが
日常的なコミュニケーション、「挨拶」を習慣づけていくことがまず必要
であり、コミュニケーションが働きかけ力の向上につながると考える。

P4-22-3 看護管理者の能力開発と評価

○
い と う ま な み

伊藤 眞奈美、田中 由利子、町屋 晴美
国立長寿医療研究センター 看護部

【はじめに】
看護管理での内容は変化が速く複雑化しており、看護師長は悩みを抱え
つつ意思決定を迫られることも多くある。「マネジメントラダー」は看護
師長の役割、業務を客観的に振り返ることで、自身の看護管理の状況に気
づき、今後の方向性や課題を見出す資料となると考え、2014 年からマネジ
メントラダーを始めたので、その取り組み内容と今後の課題について報
告する。
【方法】
12 名の看護師長を対象にマネジメントラダー評価表を用いて中間評価・
最終評価を実施し、その結果をもとに平成 26 年度の教育計画を立案し
た。
【結果】
評価は看護管理に必要な能力を抽出し 13 項目にまとめ、細項目ごとに 2
段階評価とした。総合平均は 75.2 点で、60 点台は、革新性 62.5 点、経営
意識 63.5 点、問題解決能力 65.6 点、自己啓発 65.2 点、創造性 65.4 点であっ
た。強化しなければならない課題が明らかになった。
【考察】
60 点を下回る項目はなかったが、「できた」「できなかった」の 2段階評価
であったため、一概に「できない」評価できず、どちらかといえば「でき
た」と評価する傾向がみられたと考える。マネジメントラダー評価から看
護管理者として不足している力は何かが具体的になったので、60 点台の
革新性・経営意識・問題解決・自己啓発の 4つのテーマを中心に看護師
長教育として計画した。看護師長が講師となり学習した内容をプレゼン
テーションし、ディスカッションで共有する方法で実施している。今後
は、評価方法の見直しと、個々の管理能力上の課題に応じた支援ができる
ようマネジメントラダーを活用していきたい。
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P4-22-4 看護師長の看護管理能力を高めるための副総
看護師長の関わり

○
くらもと あ き こ

倉本 昭子、橋本 恵津子、西口 悠架、木下 日出美
NHO 長崎病院 看護課

【目的】副総看護師長として、看護師長の看護管理能力向上のため、どの
ように計画的に関わればよいかを明確にする。【方法】統合的コンティン
ジェンシーモデルによる看護課組織分析。看護師長を対象に、1．看護管
理指標である「MaIN2」を使用して看護師長の管理能力の評価。2．コー
チング技法を用いての面接。3．コーチング後に「MaIN2」により再評価。
【結果】「MaIN2」により評価した結果、20 点以下の項目が多く、全員が
「計画」が一番低かった。看護師長の個々の行動変革を促すために、コー
チング技法で面接を実施した。コーチングの結果、自己の傾向に気づき、
病棟を目標達成に近づけたいと考えていたが、自己の病棟での解決すべ
き課題への対応策については明確化できていなかった。MaIN2 再評価の
結果、合計点は上昇し 20 点以下の項目も減少した。「計画」は平均点も総
合点も上昇した。20 点以下の「動機づけ」は 6名から 4名に「コミュニケー
ション」については、4名から 0名に減少した。看護師長の「計画」「動機
づけ」が低かったので看護課の運営方針をふまえた上で、看護師長に看護
の質指標の 3側面より伝えた。組織分析の結果より管理の傾向を把握し
た上で、看護管理シートで関わりのポイントを整理し、問題の根本原因、
その背景要因、患者への影響等を具体的に看護師長に問うことで看護実
践場面に関わった。【結論】看護管理能力評価を実施したことで、看護師
長の管理上の問題を明確にすることができ、コーチング技法による面接
で看護師長の職員との関わりにおける支援ができた。看護師長の看護管
理能力評価を通して、副総看護師長の管理的関わりの具体的な行動につ
いて示唆をえた。

P4-22-5 認定看護師の活動支援における看護師長とし
ての課題

○
よねもり は つ え

米森 初枝、養田 尚美、有本 裕子、井手 フキ子、永重 ひとみ
NHO 鹿児島医療センター 看護部

［目的］認定看護師（以下CNと略す）は専門性知識・技術を用いて質の
高い看護実践を提供しているが、活動の内容や満足度に個人差がある。看
護の質向上の為には看護管理者と認定看護師との連携が必須であり、CN
の活動状況とそれに対する個々の思い、看護師長の仮説との比較から支
援の課題を明確にする。［結果］A病院のCN 11 人を対象にCNとしての
活動上の困難についてアンケート調査を実施。事前に看護師長 8人にも
同様の調査実施し、それを仮説としてCNの結果と比較し必要な支援を
抽出。実践・指導・相談活動に共通して、7割が実践力の未熟さや知識の
不足、頼られすぎることによるプレッシャー、対処能力に問題を感じてお
り、仮説と大きなかい離があった。指導に関して、看護師の依存を 6割が
感じ、仮説と若干のかい離あり。看護師の意欲の不足と指導したケア継続
の不足を 6割が感じ、時間的制約や指導時間の確保について 8割が困難
さを感じ、それぞれ仮説と同等であった。相談活動では 7割が周囲からの
認識不足、相談方法の未整備や相談風土のなさを感じ、仮説と大きなかい
離があった。［結論］1．CNは実践・指導・相談活動で実践力の未熟さ、
知識・技術不足を感じ、看護師長の捉え方とのかい離があった。2．CN
は個人活動が主で、情報共有や知識・技術を確認しあう機会が少なく自
信につながりにくい。3．CNの専門領域の看護実践やOJTを各部署で継
続し、看護の質の担保を管理することは活動への満足にもつながる。［課
題］1．CN間の協同体制の整備と、活動成果の共有。2．活動の時間確保
と自律に向けた教育的関わり。

P4-22-6 中堅看護師の職務継続要因に関する検討―5
年目・6年目を対象として―

○
て ら だ こうたろう

寺田 光太郎、繁永 愛、長岡 美貴、榊原 智幸、大西 奈津紀、
石井 一枝

NHO 呉医療センター 整形外科

【はじめに】近年、慢性的な看護師不足の中、看護師の離職問題が深刻化
してきている。日本看護協会の 2012 年「病院実態調査」によれば、2011
年度の常勤看護職員の平均離職率は 11.0％であるのに対し、6年目の看
護師は 12.6％と高い数値となっている。A病院においても、2011 年から
2013 年の 2年間で同様に平均値よりも高い数値が示された。
【方法】2013 年 9 月～11 月 Α病院に勤務する 5年目、6年目の常勤看護師
51 名を対象とし、対象の属性、現在まで職務継続ができている要因、Α
病院で実際に行われている支援制度の認知度、活用状況に関し、質問紙法
（選択回答方式・自由記述方式）を用い調査を行った。
【結果】「職場文化」のカテゴリーでは高い満足度を示していた。「家庭との
両立」のカテゴリーでは子供のいない対象からも育児支援に対しての要
望が多くみられた。「労働環境」のカテゴリーでは全体的に低い満足度を
示してた。「専門機能」のカテゴリーでは特に大きな片寄りはみられな
かった。Α病院での支援制度については 33 の支援制度のうち、年次休暇
や産前、産後、子育て支援などの制度では利用度や認知度の高いものが多
かった。しかし、認知度が 50％以下のものが 26 制度あり、30％以下は
16 制度あった。
【結論】1．職場での人間関係は概ね良好であり、職務を継続できている主
な要因となっていることが示された。2．給料や労働時間、安全な勤務体
制、勤務形態の配慮、柔軟な支援制度の活用など労働環境に対しての不満
が強く、離職の主な要因となっていることが示された。3．A病院での支
援制度の認知度や利用率が低い状態であり、十分に認知、活用されてない
事が示された。

P4-23-1 入院時オリエンテーション後の家族がとる行
動

○
こ た き み き

小滝 美樹、武田 枝里子、田口 綾乃、小野 真由美、馬場 明美
NHO 千葉医療センター 看護部

【はじめに】A病院小児科病棟は、入院時に患児と家族にオリエンテー
ションを実施しているが、安全確保のための注意事項が守られない事が
ある。家族が禁止された行動を起こす背景について分析し、その要因を明
らかにする目的で本研究に取り組んだ。【方法】対象は小児科で緊急入院
となった患児家族。入院時のオリエンテーション後、家族の行動を 1）ベッ
ド柵を下げ患児から離れない 2）病院食以外は患児に食べさせない 3）面
会制限が守られる 4）患児の食事を家族が食べない 5）患児を病室から出
さないの 5つの項目に沿ってチェック。禁止された行動を起こした際に
フローに沿って質問・指導を行い、その事例をデータとし要因を分析す
る。【倫理的配慮】院内倫理委員会の承認を得て、対象に文書で説明し同
意を得た。【結果・考察】1）～3）3 つの行動が守れていなかった要因とし
て以下のものがあった。今回の研究対象患児は幼児期～学童期であり、分
離不安と発達段階により母が児を過信し、うっかりの行動につながった。
また児の病状への理解不足が親の焦りの要因となった。さらに「入院した
くなかった。兄も具合悪くて保育園に連れていけない」との発言から、サ
ポート不足、入院に対する印象の要因があった。付き添いの交代時、説明
内容が伝達されず問題行動につながった。以上より 7つの要因が導き出
された。家族が禁止された行動を起こす背景について、児の年齢や性格、
家庭環境、入院歴、入院後の児の様子等が影響していると考える。導き出
した要因を踏まえ日々の関わりの中で情報を収集し、家族が取りうる問
題行動の可能性をアセスメントし、個別性を考えた予防的な関わりが必
要である。
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P4-23-2 医療的ケアを必要とする在宅重症心身障がい
児（者）を持つ母親の支えとなるもの

○
たけうち ゆ か

竹内 佑佳、川村 恵美
NHO 青森病院 看護部

【目的】医療的ケアを必要とする在宅重症児（者）を持つ母親の支えとな
るものは何かを知る。【研究方法】1．研究期間：2013 年 8 月～2013 年 10
月 研究対象：気管切開、胃・腸瘻造設している重症心身障がい児（者）
を持つ母親 3名 インタビューガイドに基づいて半構成的面接法によっ
て調査を行った。内容は 1．気管切開や胃・腸瘻造設などの処置前後の気
持ち 2．在宅介護をしている母親は何を支えにしているのか 3．通所リハ
ビリ施設やショートステイ・日中一時支援などの他施設の利用につい
て。面接内容から母親の思いの意味を抽出し、カテゴリーに分けまとめ
た。【結果】インタビューの結果から、母親の思いについて「1．処置に対
する迷いと決断」「2．処置後の病状安定による母親の心の安定」「3．現在の
思いと支え」「4．ショートステイのとらえ方」の 4つのカテゴリーに分け
られた。【考察】1．母親からは「（気管切開について）本当によくなるの
か」「痛い思いまでやってもいいのか」と悩んだり葛藤してきた中で、子供
の状態を一番に考え、気管切開、胃瘻・腸瘻造設等の処置を選択してき
た。生命の危機と直面し、医療的処置に及ぶまでには大変な迷いと決断が
必要であった。2．在宅重症心身障がい児（者）を持つ母親は、医療的ケ
アに対する大変さより、子供の病状安定が心の安定に繋がっている。3．
在宅介護を行っている母親にとって、在宅で子供と一緒に過ごすことが
当たり前で、子供そのものが支えとなっている。4．父親（家族）の協力、
ショートステイ、通所リハビリ施設などの社会資源の活用も母親の支え
となっている。

P4-23-3 結核で入院した患者家族の不安への介入―患
者家族指導を行って―

○
か わ の ひろゆき

河野 裕行、田畑 まりこ、相馬 康代、宮脇 智、立山 雅子、
太田 恵子、石橋 富貴子

NHO 宮崎東病院 看護部

【はじめに】肺結核で入院した患者に対し、疾患や内服治療法、日常生活
の注意点についての指導方法に取り組み、結核に対する理解を高めるこ
とができてきた。その一方、患者家族の面会時の様子や言動で、手袋を着
けて患者の身体に触れる場面を見たり、「結核が移る（感染する）ので、
なるべく来ないようにしています。」の声を聞くなど、家族の病識の不足
や感染の不安が予想された。今回、患者家族に対し、結核の病態に関する
指導や日々の関わりをもつことで知識を高め、不安の軽減に繋がる取り
組みを行ったので報告する。【目的】結核で入院した患者の家族に対し、
結核に関する指導や日ごろの関わりを持つことで結核の知識を高め、こ
の介入で患者家族の結核についての不安軽減に効果が出るか検討する。
【方法】平成 25 年 8 月から 11 月までの結核で入院し、退院に至った患者
家族 7名を対象にした。結核患者家族のしおりで個別の家族指導、月 1
回集団指導を行い、入院時と退院時でQ&Aによる知識確認と STAI の
状態不安得点と特性不安得点を比較した。【結果】Q&Aの結果から入院時
は、7項目中 3項目に不正解が見られたが、退院時は、すべての質問に正
解が見られた。状態不安得点と特性不安得点の平均値を比較した結果、退
院時には減少が見られた。【結論】結核患者家族のしおりを用いた個別の
家族指導を入院時と退院時に実施することで、結核について知識を向上
させることができた。この介入による不安の軽減については、有意差は認
められなかったが、状態不安と特性不安の得点の平均値が減少している
ことから、不安の軽減に繋がったと考える。

P4-23-4 クロザリル治療を受けた青年期の治療抵抗性
統合失調症患者を抱える家族の心理過程

○
おおつか か な こ

大塚 加奈子、大崎 拓巳、秋吉 智元、村田 美智子、松尾 保、
古賀 香代子、興梠 嘉彰

NHO 菊池病院 看護部

【目的】治療抵抗性統合失調症患者を抱える家族の治療導入前から退院後
の心理過程を明らかにする。【方法】クロザリル治療後在宅生活が継続で
きている 1家族に「入院までの経過」「治療導入時の家族の思い」「治療中
の思い」「退院後の経過」について半構成的面接法でインタビューを実施。
内容はグランデッド・セオリー法で分析。【結果】クロザリル治療導入前
から退院後の家族の心理過程は 123 のラベルと 23 のサブカテゴリーか
ら、≪統合失調症の認識の過程≫≪クロザリル使用への葛藤≫≪期待と
現実の整合過程≫≪治療効果の実感と自信の獲得≫≪サポート体制の充
実≫≪今後の不安≫の 6つのカテゴリーが抽出された。【考察】治療抵抗
性統合失調症患者を抱える家族が、発病から既存の治療の中で≪統合失
調症の認識の過程≫を経て、クロザリル治療に出会い、＜すがる想い＞で
≪クロザリル使用への葛藤≫を持ちながら治療を開始した。入院から退
院まで家族には＜再燃への不安と困惑＞や＜退院に対し大丈夫なのか＞
という≪期待と現実の整合過程≫があった。退院後、＜症状の安定で感じ
る嬉しさや安心感＞から≪治療効果の実感と自信の獲得≫の過程を経
て、家族も他の家族の話を聞く事で楽になる気持ちと満足感が得られ、安
心して患者を見守り支える事が可能になる。退院後の生活を維持出来る
要因は≪サポート体制の充実≫が不可欠である。退院後＜普通の生活が
できるようになればという期待＞＜通院に対する疲労＞や＜少ない薬剤
で治療して欲しいという気持ち＞など≪今後の不安≫は依然続いてい
る。私達医療者は多職種間で連携をとり、家族が治療への参加継続できる
ようにサポートしていく事が今後の課題である。

P4-23-5 カルガリー家族介入モデルを用いた家族との
関わり

○
なかがわ な お み

中川 直泉、吉浦 真由美、江藤 香織、倉本 昭子、木下 日出美
NHO 長崎病院 2病棟

【目的】近年、家族システム看護の実践において、種々の看護モデルが提
唱されてきている。今回、リハビリに消極的な患者と、介護に積極的でな
く自宅退院を希望する家族の思いと行動に乖離が生じていた患者・家族
に、家族システム看護の代表モデルであるカルガリー家族介入モデルを
用いた退院支援で行動変容が見られるか明らかにする。【対象】83 歳女性
下顎骨骨折後の筋力低下、認知症を認める キーパーソンは二女。【方法】
カルガリー家族介入アセスメントモデルを用いて、認知、感情、行動の 3
領域において分析し、家族員の苦痛緩和に向けた援助を行った。倫理的配
慮：院内の倫理委員会にて承認を得た。【結果】（認知）退院後の具体的な
見通しや患者の現状理解における乖離に対し、家族へ退院後に必要な介
助方法を指導したことで、介助能力が向上した。（感情）患者と次女の言
動から、介助に拒否・抵抗感を抱き距離の存在に気付いた。看護師が相互
の思いを聞いて代弁し、感情理解と距離が解消し介助に積極性が増した。
（行動）患者の介護度が増え、自宅退院が進まず心身の負担が次女に集中
した。家族内で介護分担を勧め、患者と家族間で話す機会を促し家族の面
会数や会話、介助場面が増えた。【考察】3領域の介入から問題を抽出し家
族に介助指導を行うことで、患者と次女の介助拒否や退院への思いと行
動の乖離、家族間の関心や支援での構造上の問題、次女のストレスが明確
になった。患者・家族が抱える問題とストレス要因の明確化により、家族
が抱く悪循環から脱出する糸口となった。又、家族全体が問題意識をもち
自己調整する働きかけにより、家族力の向上と家族の強みを活かす退院
支援に繋がった。
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P4-23-6 患者家族への意思決定支援について看護倫理
の視点から振り返る

○
ひらやま ま さ お

平山 真生、菅野 洋子
NHO 神奈川病院 6病棟

家族の意思決定支援の実際を看護倫理の視点から振り返り、症例報告を
する。【事例紹介】90 歳女性。出血性胃腸炎後の食欲不振にてグループホー
ムより入院。元来食欲旺盛であり数か月来の吐下血で食欲低下状態が継
続。家族は経口摂取継続とグループホームへの退院を希望される。【取組
みの実際】摂食機能改善への取り組み 1．STによる嚥下評価依頼：嚥下
機能に問題ないが食思減退にて摂取困難となった 2．摂食嚥下訓練により
反射・機能回復促進：アイスマッサージにて嚥下反射誘発訓練及び唾液
分泌促進させた 3．口腔ケアにて上気道感染予防：口腔内乾燥改善、汚染
除去より口臭軽減・肺炎予防を実施 4．離床促進から生活への意欲増進：
車椅子への乗車の機会を増加した。医療者サイドの判断として経口摂取
の限界及び胃瘻・中心静脈栄養へ移行時期と考えた。家族の意思決定上
の問題としては胃瘻等の身体的侵襲への患者負担への不安、グループ
ホームへの退院に支障を来すのではとの不安が明確化した。患者の現状
と家族のイメージする患者像に乖離が生じていた。家族の心情へのアプ
ローチとして食事場面の見学を実施後、栄養経路の協議を段階的に繰り
返し実施した。現状を踏まえた意見交換から胃瘻造設の了承に繋げられ
た。【考察】患者家族には当初より明確な意向がある。医療者からの一方
的な説明では治療選択肢の決定は困難であり、患者状況の理解には時間
を要する。意思決定は的確な情報提供・説明にてなされる。【結論】家族
のイメージする患者像と現実にはギャップが生じ家族の意思決定過程に
は揺れ動く心理状況の時期がある。その時々の家族と真摯に向き合い必
要なコミュニケーションを大切に看護介入する。

P4-23-7 当院女性職員の子宮頸がん検診に関する実態
調査～子宮頸がん検診率向上のために～

○
しょうじ かな

庄子 奏、濱 智子、大沼 朋子、石川 ゆかり、亀谷 純子
NHO 相模原病院 2階北病棟

【はじめに】先進諸国において日本の子宮頸がんの検診率は非常に低い。
子宮頸がん患者の平均年齢は、初交の低年齢化と比例している。性交渉の
経験があれば、ほとんどの人が一度はHPVに感染すると言われており、
高リスク型のHPVに感染した場合、子宮頸がんを発症することが知られ
ている。そこで、検診率が低い要因を明らかにし、検診率の向上の糸口に
したいと考え、当院女性職員における子宮頸がん検診に対する実態調査
を行った。【方法】院内女性職員 381 名を対象にアンケートを実施（回収
率 77.9％）、尺度法を用いて意識調査を行った。アンケートは単純集計し、
検診受診群と未受診群に分類した。さらに、年代別に細分、分散分析を実
施後、クロス集計、X2検定を用いて対象の背景と意識調査結果を分析し、
検診率が低い要因を考察した。【結果】子宮頸がん検診受診率は全体では
一般女性と差はなかった。20 代の若い世代では受診率は一般女性よりも
高いが、5割以下であった。20－30 代女性は妊娠を考えている人が多く健
診に対する知識は高い。【考察】未受診群の 20～30 代で将来妊娠を考えて
いる人は多く、検診に対する知識も高いが、受診行動にはつながっていな
い。疾患に対する知識があっても、性交渉の経験があれば誰にでも起こり
うるという認識と危機感が希薄であり、羞恥心や恐怖心、時間の制約等が
行動抑制の一因となっていると考える。子宮頸がんは早期発見できれば、
侵襲の少ない治療によって子宮を温存できる。若い世代の検診率向上の
糸口としては、危機感を持たせるために妊孕性を失う可能性があること
を理解させることで受診行動につなげられるのではないかと考える。

P4-24-1 緩和ケア病棟の運営形式の工夫による9年間
の実践と検証

○
さ と う つよし

佐藤 健1、藤田 靖明2、岡本 喜一郎1、田中 克仁1、柴田 雅央1、
伊藤 武1、山下 克也1、市原 透1

NHO 豊橋医療センター 外科1、NHO 豊橋医療センター 麻酔科2

【目的】ホスピス・緩和ケア病棟は最期に行くところ、一度入院したら帰
れないといったイメージがまだ強く、紹介が遅くなることが多い。そのイ
メージ払拭を目指し当緩和ケア病棟は開設以来、三つの入院（症状コント
ロール、レスパイトケア、看取り）を基本方針に入退院を繰り返してケア
を行う運営方法をとってきた。その実践 9年間の経験を総括し、課題と今
後の展望を考察してみた。【方法】2005 年 3 月～20014 年 3 月まで 9年間
の患者総数と年度毎の変遷、疾患の内訳等を集計した。また 2010 年 4
月～2014 年 3 月の 4年間の入院患者について入院方法（予定入院、救急受
診、救急車搬送）や入院回数、紹介元・紹介先医療機関、疾患別特徴、経
過等、調査分析した。【成績】9年間で入院総数 3480 件のケアにあたり、
疾患別には肺癌 1108、大腸癌 329、胃癌 291、子宮頚・体癌 249、膵癌 205
の順であった。2010 年 4 月～2014 年 3 月の入院総数は年度毎 386、434、
468、475（計 1745）と年々増加し、救急外来よりの入院は 71、81、117、
109（計 378、21.7％、時間外 217）で救急車搬送計 140（8.0％）と年々救
急入院の増加もみられた。【結論】三つの入院を基本方針に病棟運営し、
緩和ケア患者の救急入院も積極的に受けてきたことで、年々患者数は増
加し、同時に救急入院数も増えてきている。三つの入院形態を取る上で、
退院後は通院または在宅ケアが必要となり、いつでも再入院を受けるこ
とが必要なため、病状悪化時の救急入院も増える結果となっている。いつ
でも患者を受け入れる救急体制は地域連携でも重要である。病棟の発展、
患者増を目指す上で、入退院を上手く組み合わせ、救急対応をしっかり行
うことが重要と考えられる。

P4-24-2 当院における緩和ケアチーム回診に有用な麻
薬管理システムの構築

○
ひ ら の み つ え

平野 光枝、押賀 充則、朝日 仁美、手渡 和子、石田 琢人、
豊田 康義、加藤 一郎

NHO 千葉医療センター 薬剤科

【目的】麻薬の管理は薬剤部門の重要な業務のひとつであり、麻薬管理シ
ステムを導入する医療施設は増加傾向にある。当院においても同システ
ムの導入を検討したが、1）すでに市販されているシステムでは、麻薬の
在庫数を容易に把握できない、2）緩和ケアチーム回診への同行の際、患
者に施用している麻薬の種類や投与量の経過を帳票出力し、チームでそ
れらの情報を共有したい、以上 2点への対応が同システム導入のポイン
トと考えた。今回、我々はシステム業者（トーショー）と連携し、上記 2
点のポイントを充足する麻薬管理システムを構築したので報告する。
【方法】システムの構築における検討事項として、1）麻薬帳簿と在庫数の
整合性が容易に確認できる、2）入院時持参麻薬に対処できる、3）患者に
施用している麻薬の種類、投与量の経過を抽出条件より抽出し、帳票出力
することができる、以上 3項目に重点を置き、システムの初期画面より簡
便に操作できるよう構築した。また、麻薬調剤についてはバーコードを活
用し、調剤、交付、施用確定の記録の手書き運用を最小限とした。
【結果】「方法」にて挙げた 3項目を実現させたことで、院内の麻薬在庫状
況や、当院において麻薬を施用している全患者の情報をリアルタイムに
収集することが可能となった。そのため、緩和ケアチーム回診時に、最新
の麻薬在庫状況を医師に提供することが可能となり、オピオイドロー
テーションや投与量の検討に有効な帳票出力が行えるようになった。
【考察】現時点では、今回構築した麻薬管理システムは電子カルテと連動
していない。今後は電子カルテと連動させて、緩和ケアチーム回診記録と
リンクしたシステムに構築していく必要がある。
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P4-24-3 家族参加によるエンゼルケアの現状とエンゼ
ルケアに対する看護師の思い

○
はやし み ほ

林 美穂1、原澤 梢1、廣瀬 規代美2

NHO 沼田病院 4階病棟1、群馬県立県民健康科学大学2

【研究目的】当病棟における家族参加によるエンゼルケアの現状とエンゼ
ルケアに対する看護師の思いを明らかにする。
【研究方法】
1．対象は当病棟の終末期がん患者の家族と一緒にエンゼルケアを行った
ことのある看護師、または当院のがん看護コースを修了している看護師
の中で同意が得られた看護師 3名。
2．データ収集方法は半構成面接法を用いた。
3．分析方法は、エンゼルケアの現状とエンゼルケアに対する看護師の思
いに関する内容を意味の類似性に基づきカテゴリ化し、質的帰納的分析
を行った。
4．倫理的配慮は当院倫理審査会の承認を得た。研究の対象者には、同意
書へ署名をもって同意を得た。
【結果】家族参加によるエンゼルケアの現状は、〈エンゼルケアへのスタッ
フの意識を高めるためには伝達講習が必要〉〈患者の死直後の家族の動揺
を理解した上での声かけや対応が必要〉等、9カテゴリであった。エンゼ
ルケアに対する看護師の思いは、〈少しでもきれいにして帰してあげた
い〉〈家族にエンゼルケアへの参加を促すタイミングの困難さ〉等、6カテ
ゴリであった。
【考察】家族が患者の死をどう捉え、受け止めるかは様々で、全ての家族
がエンゼルケアに参加できるとは限らない。また、看護師は患者を最期ま
で尊重し、少しでもきれいにして帰したいという思いがあり、家族のエン
ゼルケア参加に肯定的である一方、声かけのタイミングの困難さを抱え
ている現状があることが分かった。
【結論】今後は病棟スタッフのエンゼルケアへの意識向上にむけた研修会
を行う必要性がある。さらに、エンゼルケアに関する意見交換を行い、声
かけのタイミングや方法、エンゼルケアの方法等の具体的検討が課題で
ある。

P4-24-4 急性期病棟における終末期患者に対する援助
の在り方看護師の意識調査を実施して

○
えのきだ み か

榎田 美香、前原 優子、井上 祥子
NHO 都城病院 看護部

はじめに 急性期外科病棟であり手術や入院対応に追われ終末期看護に
日々葛藤の気持ちや疑問を抱きながら看護を提供する中でこれまで亡く
なられた患者家族から多くの感謝の言葉を頂く事がある。終末期患者の
看護を振り返る事でそこにはどのような関わりができているのか見出す
ことができたので報告する。研究目的 急性期病棟における終末期看護
に対する援助の実態を明らかにする。研究方法 対象：A病棟看護師 19
名 期間：平成 25 年 4 月～9月分析：看取りケア測定尺度調査票を用い
た質問紙作成し意識調査を実施 結果 回収 19 名、カテゴリー別比較
「できている」割合は「悔いのない死へのケア」63.1％、「有効なケアの調
整」59％、「情報と意思決定のケア」55.2％、「苦痛と緩和ケア」47.3％、
「癒しと魂のケア」17.8％。考察 アンケートの結果よりカテゴリー別で
みると 3項目が 50％以上ができている。この事はプライマリーが「残さ
れた時間」を意識し患者・家族にこれからどのように過ごしいきたいか、
患者と過ごす時間の意義を伝え病室の検討、外出外泊や在宅移行が行な
えるよう他職種と連携を図りサポートする等、患者を取り巻く環境の調
整を行うなどのケアを行なっている事が終末期看護へと繋げられている
と考える。最も低い項目「癒しと魂のケア」はスピリチュアルな面に介入
する場面が多い事から実践面でのケアに対する知識不足が考えられる。
結論 1．症状の変化をタイムリーに捉える事で患者家族のニーズに沿っ
た看護に繋げられる。2．家族の価値観をアセスメントし、スピリチュア
ルな癒しのケアの介入が必要。

P4-24-5 終末期がん看護における看護師の意識の実態

○
すみよし え り な

住吉 江里奈、上敷領 香織、井上 美貴
NHO 指宿医療センター 看護課

【はじめに】終末期がん患者への介入方法に看護師は困難を感じている。
病棟看護師が終末期患者に対してどのような意識を持ち、関わっている
か現状を明らかにし、終末期看護における今後の方向性の示唆を得る【方
法】1．対象：I病院に勤務する病棟看護師 43 名中 40 名（有効回答率
93％）2．期間：平成 25 年 12 月 2 日～平成 26 年 2 月 13 日 3．調査方
法：終末期患者における認識についてアンケート調査を実施。内容をKJ
法にて探った。4．倫理的配慮：研究の主旨・倫理的配慮を説明し文書に
て同意を得た。【結果・考察】1．「終末期がん患者にとってどのような苦
痛があるか」は身体的苦痛、死の意識、患者をとりまく人たちへの思いが
多かった。経験年数 5年未満の看護師は知識不足が見られたが、経験年数
5年以上の看護師は知識や経験を積み重ね、全人的に捉えていた。2．「精
神的支援で困っていること」は経験年数関係なく、患者の「死」に対する
発言がある時の対応に戸惑いを抱いていた。5年未満の看護師は未熟な技
術や知識に不安を感じ、5年以上の看護師は技術や知識を習得している
が、患者の希望に沿えない時無力感を抱いていた。5年未満の看護師は死
生観を考える機会が少なく、死の考え方に消極的になっていると考えら
れた。5年以上の看護師は自分の人生観や死生観を持っていた。傾聴・共
感は多くの看護師が実践している。しかし、多くは自己の技術に自信を持
てずにいた。精神的支援は答えを与えるのでなく、共に考える時間を持つ
事が有効だと考える。【まとめ】多くの看護師が患者の死を受け止められ
ず戸惑いを抱いていた。終末期患者と向き合う中で自己の人生観や死生
観をもち看護を行う必要がある。

P4-24-6 血液・造血器腫瘍患者と固形がん患者に関わ
る看護師の差―看取りケア尺度を用いて―

○
だけ か な こ

嶽 加奈子、上野谷 優子、林 あさみ、大場 英奈、舞島 航太郎
NHO 金沢医療センター 外来治療センター

【目的】血液・造血器腫瘍（以後血液内科）患者と固形がん（以後その他）
患者に関わる看護師でターミナルケアに差はあるのか，さらにターミナ
ルケア向上における看護師の属性を明らかにし今後のターミナルケアに
生かすことを目的とする．【方法】尺度として吉岡らの開発した終末期が
ん患者とその家族に対する看護師のケアを評価するための看取りケア尺
度（以後看取りケア尺度）を用い，今回は 22 項目 5因子の中の“患者や
家族の希望を取り入れられるよう調整する”（以後前者）と“家族が医師と
話し合えるように調整する”（以後後者）の 2項目において検討した．対象
は一般病棟のがん患者に関わる看護師 326 名である．看取りケア尺度に
看護師の属性を含めたアンケート調査を行い統計分析した．【結果】血液
内科病棟とその他病棟の平均点比較結果は，前者後者ともに有意差がな
かった．前者における属性比較では『他科勤務経験の有無』で「あり」『ター
ミナルカンファレンス施行の有無』で「施行群」において平均点が有意に
高値であった（p＜0.05）．後者における属性比較では『経験年数』で「6
年目以上」『他科勤務経験の有無』で「あり」『ターミナルカンファレンス施
行の有無』で「施行群」『デスカンファレンス施行の有無』で「施行群」に
おいて平均点が有意に高値であった（p＜0.05）． 2項目ともに平均点が
有意に高値となった看護師属性は『他科勤務経験の有無』で「あり」『ター
ミナルカンファレンス施行の有無』で「施行群」であった．【結論】以上
より，他科を経験することとターミナルカンファレンスを施行すること
はターミナルケアを充実させる上で重要な因子であると示唆された．
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P4-24-7 がん終末期患者の看取りに関する医療者の意
識調査

○
は と り ゆ み こ

羽鳥 裕美子、高橋 明子、黒岩 宏美、金澤 かるみ、
尾谷 悠里、阿部 麗、堀口 夏海、中沢 まゆみ、塩田 麻紀子

NHO 高崎総合医療センター 看護部 緩和ケアチーム

【はじめに】がん終末期患者や家族に、人生最期の限りある時間が納得で
きる時間となるように関わることが重要である。症状コントロール、苦悩
に寄り添えるケアの充実が必要と考えるが、十分なケアが提供できてい
ないのではないかと感じる。今回医療者へ看取りに関する意識調査を
行ったので報告する。【方法】調査期間は平成 25 年 11 月～平成 26 年 1
月、自施設のがん終末期の入院患者に関わる看護師 156 名と医師 33 名に
24 項目 4段階評価によるアンケート調査実施（有効回答 87％）【結果】が
ん終末期患者の薬剤について検討の必要性について非常にそう思うと
73％、検査治療を減量又は中止する必要性は 55％、安楽へのケアの必要性
は 70％、看取りの際に、その人らしく整えるケアの必要性は、73％が非
常にそう思うと回答された。看護ケアの必要性の検討は 91％が非常にそ
う思う・少し思うと回答、心電図モニターが必要と思うについては、非常
にそう思う・少し思うと 86％が回答された。【考察】がん終末期患者のケ
アや治療の見直しの必要性を感じているが、現状ではケアや治療の必要
性についての検討やケアへの反映が十分ではないことが把握できた。が
ん終末期患者の使用薬剤・治療検査などの見直し、症状緩和の徹底、身体
を拘束しない安楽な生活の確保、その人らしく整えられるエンゼルケア
の実践を目指していきたいと考える。【まとめ】人生最後の限りある時間
が納得できる時間となるように、患者さん・ご家族との十分な話し合い
や医療者間の情報共有や検討を行っていきたいと考える。現在作成中の
看取りのパスを導入し、看取りのケアの重要性を啓蒙し、がん終末期ケア
の充実を図りたい。

P4-25-1 脳血管疾患を有した患者の発症時からの回復
過程における心理変化

○
よ し い けんいち

芳井 賢一、藤山 亜結子、牟田 裕美、加納 知子、三島 潤子
NHO 嬉野医療センター 東2病棟

【研究目的】A病院の脳卒中救命センターでは、入院直後から全身管理が
必要な段階で救命・治療・疾患に対する支援に目が向いていることが多
く、入院という環境の変化に対応できず混乱した状態にある患者の心理
変化を検討することができていない。今回、脳血管疾患を有した患者の発
症直後からベッド上安静までの患者の心理的状況を「状況認知」「対処」
「反応」の視点から捉え、心理的変化を明確にする。【方法】研究期間：平
成 25 年 4 月～平成 26 年 2 月研究方法：救急搬送された脳卒中患者のう
ち、意識が清明で面接時に麻痺などの生活障害を有する患者 4名に構成
的聞き取り調査を実施した。分析方法：『重症外傷患者の回復過程におけ
る状況認知と適応のプロセス』という先行研究のコアカテゴリーを用い
て、会話から得られた記録内容について意味合いが同様と思われるもの
を一文ずつ抽出し、先行研究によって導き出されているコアカテゴリー
に沿うものでまとめた。【結果・考察】患者 4名に調査を行い、84 の文章
を得て 16 のサブカテゴリーを抽出した。「状況認知」では自分に起きた症
状が理解出来ず衝撃を受ける内容が聞かれた。「対処」では自分の身に起
きたことを理解し始めるが、自分の過去の経験から自ら病院を受診した
り、不安になりながらも心配する家族を案じる発言がみられた。「反応」で
は症状に対して悲観的な反応を示すものが多く、翌日より笑顔でスタッ
フへ感謝を述べたりと反応は様々であった。患者に一番身近で関わる看
護師が意図的にその時の思いを聞き出すことで患者の感情表出につなが
る可能性がある。心理的反応もとらえることで結果的に患者の精神的ケ
アに繋がると考える。

P4-25-2 入所者の骨粗鬆症の意識調査から明らかに
なったこと

○
と う ま か ず よ

當間 和代、金城 綾乃、島袋 裕子、神田 智子、海老原 民代
国立療養所沖縄愛楽園 外来

【はじめに】平成 24 年度の当園における転倒件数は 144 件、転倒による骨
折は 7件発生している。入所者の定期検診で骨密度測定も実施され、骨粗
鬆症の早期発見や骨密度の現状把握ができるようになった。今後、ますま
す高齢化する入所者は骨密度が低下し、転倒などにより骨折するリスク
が高くなることが予想される。入所者へ骨折予防の意識調査及び骨折リ
スクに関する状況のアンケート調査を行った。その結果、指導、教育への
向上につながったので、報告する。【目的】骨折予防に対する入所者の意
識を明確にし、外来看護師として、今後の課題を明らかにする。【方法】
1．調査対象：意思疎通の図れる入所者 160 人（男性 85 人、女性 75 人）2．
方法：（1）アンケート調査（2）WHO骨折リスク評価ツール（FRAX）結
果、分析【結果】1．骨粗鬆症に対する入所者の意識が 75 歳以上の高齢者
の全国平均に比べて低いことが明らかになった。2．FRAXの結果から骨
折歴のある入所者、女性の 60 歳代～70 歳代の骨折発生リスクが高く、喫
煙や過度の飲酒も骨折発生リスクが高いことが分かった。【結論】1．ちゅ
ら会議を通して禁煙・禁酒指導、骨折予防についての勉強会を公開講座
につなげて行く。2．ちゅら会議で、効果的な骨折予防運動を個人指導し
ながら強化していく。3．受け持ち看護師による禁煙・禁酒の変化を追っ
ていく。

P4-25-3 入院患者の看護ケアへの期待度と満足度に関
するアンケート調査

○
た か の りょうすけ

高野 良介
NHO 舞鶴医療センター 看護部

【はじめに】当病棟は、循環器病棟で、カテーテル目的や入退院を繰り返
す患者が多く、治療、検査に対する不安、退院後の疾患管理などの様々な
問題を抱えている。そこで、入院患者の看護ケアに対する期待度と満足度
を調査し、当病棟における課題を明確にする。【研究方法】入院患者 42
名を対象に「専門的技術」「信頼関係」「教育的指導」という 3側面から捉え
た、杉本らの患者満足度スケールをもとに、独自で作成した 21 項目で患
者期待度、満足度の評価を 4段階で調査した。期待度、満足度を点数化し
平均点を算出、t検定を実施した。倫理的配慮として、当院の倫理審査委
員会の承認を得た。【結果・考察】患者の入院目的は、心臓カテーテル検
査 30 名、糖尿病コントロールや薬剤調整が 12 名、入院回数は初回 5名、
2回以上 37 名であった。それぞれの平均点は、専門技術で期待度 3.04、満
足度 3.04、信頼関係で期待度 3.15、満足度 3.02、教育的指導で期待度 3.28、
満足度 3.02 であり、教育的指導で最も期待度、満足度に差があり有意差を
認めた。カテーテル目的や再入院の患者は、入院を機会に自分の疾患につ
いて知ることができ、安心して疾患管理を継続できる具体的な方法を学
ぶことができると期待している。その期待に対し、満足度が低いのはカ
テーテル目的などの短期入院の患者に対し治療処置などのケアが中心と
なり、患者個々の問題や生活環境などをふまえた、具体的な指導が不十分
だったことが考えられる。今後の私たちにとっての課題は、患者の生活習
慣とその問題を入院時より把握する。そしてその問題を患者と共有し、患
者自身が継続して疾患管理を行えるための効果的な指導を実施する事で
あると考える。
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P4-25-4 患者カンファレンスの有効性の検証～受け持
ち看護師の役割意識の実態調査から～

○
なかがわ ゆ う き

中川 勇樹、長濱 知絵、吉岡 渚、中村 周太、村山 美千代
NHO 南九州病院 看護部

【目的】患者カンファレンス（カンファレンスと略す）を実施し、受け持
ち看護師の役割意識に変化が見られるのか有効性を検証する【方法】1．
対象：A病棟看護師 21 名 2．期間：平成 25 年 8 月～平成 25 年 12 月 3．
方法 1）カンファレンス 3回�週、10～15 分実施（3か月間）2）カンファ
レンス実施前後に看護師経験年数と「受け持ち看護師の役割意識調査（9
項目 4段階評価）を比較 3）2）について経験年数別に各項目を比較【結果】
カンファレンス後の平均点で最も高かった項目は「役割意識」で 3.38 点、
低かった項目は「患者の多角的・総合的把握」2.86 点、「他機関への情報
提供」2.67 点であった。カンファレンス後、項目毎の平均点は 0.19～0.34
点上昇、全項目の平均点は 2.98 点（＋0.21）に上昇した。経験年数別では、
平均点が最も上昇した項目は 2～4年目で 2.97 点（＋0.39）、最も低下した
項目は 15 年目以上で 2.64 点（－0.14）であった。【考察】カンファレンス
後に「役割意識」が高くなったことから、受け持ち看護師としての自覚は
感じているが、他機関や情報提供など退院支援に関わる役割意識につい
て認識が低い事が分かっており、今後の課題となる。15 年目以上は、カン
ファレンスを行う事で介入すべき問題点が明確になり、よりよい実践を
求められた事が、低下した要因と推測される。2～4年目はカンファレンス
での指導や助言により、意識が高まったと考える。カンファレンスにより
情報共有やスタッフ全員で多方面から患者の問題を検討する事で役割を
理解できたと考え、全項目で平均点が上昇した事から、役割意識に変化を
もたらしたと考える。【結論】受け持ち看護師の役割意識は、カンファレ
ンスにより高まる。

P4-25-5 急性期の現場で行われる家族カンファレンス
の充実に向けて

○
たかはし よ う こ

高橋 陽子1、長路 真理子1、米澤 宏美1、西田 光里1、
竹下 奈緒美2、上野谷 優子1

NHO 金沢医療センター 中3病棟 ICU1、NHO 医王病院2

【目的】集中治療室（ICU）では、疾患や治療に伴い認知面やコミュニケー
ション能力に支障が生じる患者が多い。そのため、家族から患者の背景や
思いについての情報収集を行っている。さらに、その家族も看護の対象と
して捉える必要があると考え、患者と家族双方の思いが看護に反映され
るように家族カンファレンス（以後、conf）を行っている。Jonsen らによ
り提唱された『臨床倫理の 4つの視点』は、患者が置かれている状況や問
題点をトータルな視点から検討することが可能といわれている。本研究
では、conf に『臨床倫理の 4つの視点』を導入することで、これまでの問
題点を明らかにし、質の向上を目的とする。【方法】『臨床倫理の 4つの視
点』導入前の 2012 年 9 月～2013 年 5 月までの期間における conf 22 例の
内容分析を行った。加えて、ICUに勤務する看護師 15 名に導入 6ヶ月後
に『臨床倫理の 4つの視点』についての意識調査を行った。【結果】導入
前の conf 内容は、「医学的視点」は 12％、「患者の意向」は 22％、「QOL
について」は 9％、「周囲の状況」は 57％であった。また意識調査の結果
より、導入して良かった点として、「情報の整理でき、カンファレンスし
やすい」、「色々な視点で患者、家族を把握できる」、「スタッフ間での情報、
認識に差がなくなる」との回答が得られた。【結論】以上から『臨床倫理
の 4つの視点』を conf に導入することは、スタッフ全員が患者やその家
族の全体像を共通に認識し、看護を検討していく上で有意義であること
が示唆された。内容分析からも、これまで行われていなかった「医学的視
点」や「QOLについて」もカンファレンスされるようになっており、conf
の質の向上に効果的であると考える。

P4-25-6 小児科肥満外来に通院する患児の傾向～肥満
症に伴い小児が抱えている問題～

○
きたむら あゆみ

北村 歩1、藤平 しおり1、杉井 あきこ1、北地 祐子1、
中村 明美2、金田 淳子1

NHO 南京都病院 外来1、NHO 紫香楽病院2

【目的】当院外来通院中の肥満症児の抱えている問題の傾向を明らかにし
たい。【方法】＜期間＞平成 25 年 9 月 25 日～平成 26 年 2 月 14 日 ＜対
象者＞肥満外来に通院中の患児と家族 ＜調査内容＞初診時の問診票よ
り、基礎情報・現病歴・肥満の経過・記述内容の情報収集を行った。＜分
析方法＞経過についての解析・オッズ比による発症率の検定（比較対象
群として文部科学省HPのデータを用いた。）・記述内容を身体的側面・
身体的活動面・精神的側面・精神的活動面の 4つにカテゴリー化【結果】
対象者は 5歳から 15 歳の 22 名、太り始めの年齢は 5±2.22（平均値±
SD）、肥満と不登校のオッズ比は 1.25 であった。また、カテゴリー化した
4つのうち、身体的活動面と精神的側面の記入が多かった。【考察】記述内
容を解析した結果、身体的活動面と精神的側面は相互に作用しあい、肥満
の悪化や不登校等の問題が発生すると考える。そのことで、社会生活が送
れなくなり、患児に悪影響を及ぼしていくのではないかと考えた。早い段
階で医師・看護師・栄養士などの多職種での関わりや、学校などとの連
携を図り、患児への介入を統一することで、肥満症の解消や不登校の防止
に繋がるのではないかと考える。また、肥満を発症した患児の太り始めが
5歳前後であることから、肥満予防の啓発を幼児期から行う必要があると
考えた。この段階で看護師が関わる機会は少ないため、保健センターや自
治体へ、肥満予防の情報発信を行い、生活習慣等の見直しをすることが肥
満症を予防につながるのではないかと考える。

P4-25-7 思春期を迎えた喘息患児への看護介入の効
果―行動変容理論を用いた一考察―

○
くろおか ま さ よ

黒岡 昌代1、産賀 温恵2、水内 秀次2、宗田 良3

NHO 南岡山医療センター 外来1、NHO 南岡山医療センター 小児科2、
NHO 南岡山医療センター 呼吸器・アレルギー内科3

【目的】思春期から青年期の気管支喘息患児においては、寛解が期待でき
る半面、自己管理が十分に行えずアドヒアランスが著明に低下すること
がある。今回、思春期を迎える 11 歳の気管支喘息の患児へ看護介入する
機会を得た。その経過を行動変容理論をもとに振り返り、効果的な介入で
あったかを検討する。【結果・考察】看護介入として、具体的で達成可能
な方法を提案し、母親の協力のもと継続の工夫がされたことにより、治療
薬の自己管理が行えるようになった。また、中学校入学後、運動部で活動
したいという希望を共有し、それに向けて介入したことで、運動誘発喘息
に対しても取り組む姿勢へと変化した。母親も、患児の治療管理への取り
組みを助けながら、それを見守る姿勢へ変化した。また、本症例は病状も
安定し良いコントロールが得られていると医師も看護師も捉えていた
が、介入の過程で様々な問題が抽出された。このことから、病状が安定し
ている慢性疾患の患者にも、介入により様々な問題が抽出される可能性
があると考えられた。さらに、外来診療という短い時間のなかで問題を抽
出するためには専門知識を持った多職種のかかわりと連携が重要と考え
られる。【結論】1．変容ステージにあった看護介入を行ったことで、成功
体験につなげることができた。2．成功体験から自己効力感を得て、さら
に称賛されることでアドヒアランスを高めることができた。3．病状が安
定した時期に看護介入することで、治療管理の主体を保護者から患児に
スムーズに移行することができた。4．外来で継続治療を受け、症状が安
定している慢性疾患の患者のなかにも、看護介入により問題が抽出され
ることが示唆された。
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P4-26-1 血液疾患患者への食事指導の取り組み

○
おおみや た み こ

大宮 民子1、田吹 弘子1、萩田 麻代1、堂園 文子2、
岩屋 しほり2、平岡 祐子2、佐藤 美穂3、西迫 沙那恵3、
西岡 美佳3、小野 妙子4、四之宮 留衣4、金谷 歩美4、
土岐 久美子5、杉浦 あかね5、水野 真菜5、中谷 直美6、
堤 明子6、神作 睦子7、富田 早紀7、松本 明子7、長谷川 里香8、
田辺 久美子8

NHO 東京医療センター 7A病棟1、NHO 鹿児島医療センター2、
NHO 熊本医療センター3、NHO 四国がんセンター4、
NHO 名古屋医療センター5、NHO 西別府病院6、NHO 水戸医療センター7、
NHO 米子医療センター8

血液疾患患者は、化学療法や骨髄移植により好中球減少が長期に及び、感
染管理の面から食事制限を受け、ストレスを抱えることが多い。血液造血
器疾患政策医療看護ネットワークにおいて、平成 23 年度より患者の
QOLの向上や食事摂取量の増加にむけた食事制限の緩和と、そのための
食事指導について 3年計画で研究に取り組んできた。今までの研究にお
いて、研究参加施設での食事制限の基準が異なっていることと、食事指導
に関して、「具体的な食品の食事制限について判断に迷うことがある」「パ
ンフレットやマニュアルを不十分と感じている」「食事制限に関する認識
を統一する機会や知識を得る機会を必要と感じている」の 3つの課題が
あることが明らかとなった。研究参加施設における食事制限の基準は造
血細胞移植ガイドラインを参考としていたが、ガイドラインには具体的
な食品名までは記載されていないため、指導の際判断に迷う食品が多い
と考えられた。ガイドラインにある内容については多くの病院で共通で
あったが、ガイドラインに明記されていず、他の資料や過去の経験から規
定している内容として「生物可」や「川魚全面禁止」などもあった。また、
ファストフード等に関してはガイドラインに載っていないため各施設に
違いがみられた。そこで、各施設から集めた食事制限の実施状況を一つに
まとめ、造血細胞移植ガイドラインの分類にそって食事制限に関した具
体的な食品と適切な取り扱いを一覧表にまとめた。この一覧表を用いて
各施設において、上記 3つの課題や食事制限緩和に向けた取り組みを
行っている。この取り組みにより食事制限による患者のストレス緩和に
繋がることを期待している。

P4-26-2 造血幹細胞移植患者へのスキンケア教育への
取り組み―患者のスキンケアに対する認識向
上を目指す―

○
まつもと み つ え

松本 三恵、稲崎 明日香、齋藤 靖子、田中 倫子、田吹 弘子
NHO 東京医療センター 看護部

【はじめに】当病棟における造血幹細胞移植は年々増加している。そして、
病棟内の全移植患者の約 93％に、移植後スキントラブルが発生している
ことがわかった。しかし、スキンケアに対する看護は標準化していない。
さらに、スキントラブルの発生割合は高いが、治療に遅延して発生する性
質から医療者により発見しにくい状況がある。そこで、皮膚のセルフケア
の重要性を実感し、セルフケアの教育に向け本研究に取り組むこととし
た。特に今回は教育を行うことにより、患者の皮膚のセルフケアに関する
重要性の認識の向上を目指した。【目的】移植患者へスキンケアに関する
教育を行い、その効果を検討する。【対象】造血幹細胞移植を受けた患者
に対して、スキンケアパンフレットを用いて教育を行い、移植後インタ
ビューを行った。【結果】本研究におけるスキンケア教育は、「清潔の保持」
「皮膚の保湿」、および「皮膚の継続的な観察」を行うことを目標として
行った。それぞれの目標の達成に「患者のスキンケアへの信条、経験、性
差」が関わっていることが見出されたため、 カテゴリーとして提示した。
さらに、スキンケア教育の提供方法の適切性を検討するため、「パンフ
レット内容」、ならびに「看護師の説明のタイミング」についてカテゴリー
を提示し、患者からみた有用性や改善の必要性について検討した。【まと
め】造血幹細胞移植患者にスキンケア教育を行った結果、2人の対象への
インタビューにより、清潔の保持、皮膚の保湿、および皮膚の継続的な観
察における対象者の適切な行動と、教育内容への課題が見出された。

P4-26-3 造血幹細胞移植患者が退院後の日常生活で直
面する困難～アンケートをとおして～

○
よしむら ち あ き

吉村 知亜紀、宮本 精子、伊藤 国子、冨田 亜沙美、木下 悦子
NHO 九州医療センター 看護部

【はじめに】今回、当病棟における移植患者の日常生活での困難や不安を
明らかにし、今後入院中や退院後の生活支援に活かすことを目的に、
FACT�BMTに基づいたアンケートを用いて退院した患者に対して調査
を行った。【方法】平成 22 年度以降に移植をうけて退院した患者に対し
て、FACT�BMTに基づく質問紙調査【結果】（1）身体的症状皮膚の異常
を感じている人が多い…33％，味覚が変わって困っている…50％，疲れや
すい…75％（2）精神状態自分は病気だと感じている…46％，病期の悪化
を心配している…50％（3）活動状況薬の内服はしっかりできている…
75％（4）その他の心配な点私の病気のことで、家族みんなに迷惑をかけ
ている…75％【考察】（1）身体的症状皮膚の指導は改善すべき点の 1つと
言える。退院前にも栄養士に患者への指導依頼を行うことで、食事の不安
を軽減できる可能性がある。また体力面は退院前にも理学療法士へ退院
時の注意点を介入依頼して、食事や体力面の指導を強化していく必要が
ある。（2）精神状態当院では移植患者のフォローアップ外来が創設され
た。退院後も定期的に医療者が介入することが有効だと考える。（3）活動
状況内服のコンプライアンスを高めるためには、ライフスタイルを見据
えた指導が必要である。移植患者への服薬指導を依頼するなどの他職種
への介入依頼や連携が重要になってくると考える。（4）その他心配な点退
院後の福祉の窓口を明確に道筋立てていく必要がある。【まとめ】1．移植
患者は食事、体力面、皮膚、予後に対して不安を持っている。2．全体を
とおして、看護師の服薬や皮膚状況に関する指導の強化が必要である。3．
全体をとおして、他職種と連携した退院指導が必要である。

P4-26-4 臍帯血移植後の激烈なCandida parapsilo-
sis 敗血症例

○
まつむら か ず き

松村 和季、岩永 栄作、河北 敏郎、井上 佳子、榮 達智、
原田 奈穂子、日高 道弘、清川 哲志、河野 文夫

NHO 熊本医療センター 血液内科

臍帯血移植後の生着不全時に、激烈な candida parapsilosis 血症を経験し
たため報告する。（症例）48 歳男性、急性骨髄性白血病、非寛解期に臍帯
血移植を行ったが 2年で再発。再度の非寛解期臍帯血移植を行った。真菌
症予防としてフルコナゾール 400mg投与。day�2 から内服困難となりミ
カファンギン 50mgに変更。day15 に Cr 2、day24 に tbil 2 を超えた。day
26 に発熱、PIPC�TAZを開始した。β�D glucan31.5 と上昇。血液培養に
てCandida parapsilosis 検出。ミカファンギンをアムホテリシンBリポ
ソーム製剤 3mg�kg へ変更した。day 41 には β�D glucan453 と著増し
day 45 にも血液培養から酵母様真菌検出。アムホテリシンBリポソーム
製剤 3.5mg�kg と増量。day 51 に右鎖骨下 CVC抜去し、右鼠径に再挿入。
day59、β�D glucan678。day 64 には血液スメア中でも酵母様真菌が観察
されたためフルコナゾール 200mg追加。さらに day65 からアムホテリシ
ンBリポソーム製剤 5mg�kg に増量。ここまでに生着がみられていな
かったため day65 に FK中止、免疫グロブリン製剤 5g投与するも day68
に永眠された。day45 の感受性検査では使用したすべての抗真菌剤に対
し感受性であった。（考察）カンジダ症のリスク因子としては遷延性好中
球減少、同種造血幹細胞移植、ステロイドやその他の細胞性免疫抑制薬が
挙げられる。今回病原真菌は同定されており試験管内での感受性も良好
であった。また同定されていたC.parapsilosis 感染は、中心静脈カテーテ
ルに起因することが知られているためカテーテル抜去も行ったが、改善
させることはできなかった。
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P4-26-5 原因特定困難であった重症高Ca血症の一例

○
すぎむら ま み こ

杉村 真美子1、中澤 進2、谷本 慧子1、大谷 すみれ2

NHO 埼玉病院 研修医1、NHO 埼玉病院 内科2

症例 85 歳男性。【主訴】腰背部痛、歩行困難【現病歴】拡張型心筋症、陳
旧性心筋梗塞で近医通院中。前日からの腰背部痛と歩行困難のため救急
搬送された。急性の腎障害と脱水、腰背部痛のため移動困難で入院となっ
た。救急搬送時に胸痛を認めていたが、心電図上虚血性変化はなかった。
【経過】入院当日の夜に、再度胸痛を認め心電図と血液検査施行。救急外
来で測定されていなかったCa を測定したところ、15.4 と異常高値を認め
た。入院時は意識清明であったが徐々に意識混濁し傾眠傾向となった。高
Ca 血症の原因検索を行いながら対症療法として補液と利尿剤をおこ
なったが改善がみられず、エルシトニンも無効。頭部MRI に異常なく、
腰椎MRI で Th12 に圧迫骨折が認められた。血液検査で Ig�Aの異常高
値も認めこの時点で多発性骨髄腫などが疑われベンズジョーンズ蛋白と
免疫電気泳動を検査。入院 8日目からゾメタ、9日目からステロイド投与
するもCa は正常化せず、腎不全が悪化し入院 15 日目に死亡された。【考
察】腎障害、脱水、高Ca 血症で、高齢、低心肺機能のため大量補液も困
難で治療に抵抗性であった。高Ca 血症の原因検索として悪性腫瘍、薬剤
性、副甲状腺機能亢進症、サルコイドーシスを否定し、圧迫骨折、腎障害、
貧血傾向より多発性骨髄腫が疑われ最終的に死亡後に IgA�λ型のMタ
ンパク血症と診断された。高齢者の腰背部痛を主訴に患者が来院した時
に結石や骨病変を疑うことは容易だが、更に重篤な疾患が隠れている場
合がある。また合併症や高齢のために大量の輸液が困難な場合も多い。最
終的には悪性疾患による高Ca 血症で腎不全のために死亡された。迅速に
的確な確定診断に至らなかった症例であった。

P4-27-1 心臓血管外科病棟における転倒転落防止に関
する看護師の観察から防止策までの看護判断
過程

○
あきやま ま り な

秋山 真利奈、佐々木 宏美、杉山 静、三須 由美子、小林 和美
NHO 静岡医療センター 心臓血管外科病棟

［テーマ］心臓血管外科病棟における転倒転落防止に関する看護師の観察
から防止策までの看護判断過程［背景］当病院では入院時、ICU・HCU
転入時や術後せん妄状態の患者に対して独自の転倒転落アセスメント
シートを用いて評価をし、その時点で対策を実施しているが、それ以外は
看護師個人によるアセスメントによって行われ、インシデントが発生し
てから対策を実施している現状がある。［目的］心臓血管外科病棟看護師
が患者の転倒・転落の危険を予測し、転倒・転落防止を決定するまでの
看護判断過程を明らかにする。［対象］静岡医療センター心臓血管外科病
棟看護師（看護師長、副看護師長、研究メンバーを除く）［方法］平成 25
年 11 月、12 月にかけて入院患者・転入患者を受け持った看護師に入院・
転入時に質問紙を用いデータ収集を行った。質問紙は看護判断過程（観察
項目、転倒・転落に関する予測内容と根拠、防止策）を自記式にて問うも
のを作成した。［結果］観察項目では『患者の症状に関するもの』が 57.5％
と最も多くみられた。予測内容と根拠では『現在の患者の身体状況による
危険』が 65.0％と最も多くみられた。防止策では『身体的配慮』が 87.5％
と最も多くみられた。［結論］看護師の転倒・転落防止に関する観察から
防止策までの看護判断過程はカテゴリーごとに分類されることが明らか
になったが、観察から防止策に至るまでの関連性を集計しなかったため、
証明できなかった。また心臓血管外科の看護師を対象とし、同一看護師が
複数回答しているものが過半数を占め、対象が限局していたため、看護師
全体の看護判断過程を説明するには限界があった。

P4-27-2 呼吸器内科病棟における高齢患者の転倒転落
の要因

○
ふるかわ かおる

古川 薫、尾崎 あずさ、伊藤 友香、長岡 美智子
NHO 山口宇部医療センター 看護部

【研究目的】呼吸器内科B病棟の転倒転落の要因を明らかにし、今後の対
策を検討する。【研究対象】転倒転落事例 16 件に該当した 65 歳以上の患
者 13 名【研究方法】平成 24 年度転倒転落を起こした 65 歳以上の高齢患
者 13 名のインシデントレポート及び、カルテから情報収集し、内的要因
と外的要因を分析した。【倫理的配慮】個人名が特定されないように配慮
し、使用したデータは研究終了後に破棄し、得られた情報は本研究以外の
目的では使用しない。A病院の倫理審査委員会にて承認を受けている。
【結果】対象者の内的要因としては、平均年齢は 81.3 歳、疾患は肺炎 4
名 31％が最多で、COPD3 名 23％、間質性肺炎、インフルエンザが 2
名ずつ 15％であった。転倒転落の発生時間は 16 件中、21 時から 6時の夜
間帯に 10 件 63％と多く、日常生活動作の中で排泄行動が 11 件 69％で
あり、転倒転落の既往のある患者は 6名 46％であった。外的要因として
は、場所はベッドサイドが 13 件 81％、高次脳機能障害のある患者は、13
名中 9名 69％、入院から転倒転落までの日数は、2週間以内が 13 件 81％
であった。【考察】転倒転落は、内的要因である高齢、夜間帯の排泄行動、
転倒転落の既往、及び、外的要因としての眠剤・鎮静薬などの薬剤の使
用、高次脳機能要因、入院から 2週間以内などの要因が複雑に絡み合い発
生していた。また、B病棟では高齢のインフルエンザ患者や、発熱などに
より緊急入院も多く、隔離された環境などの変化に戸惑うことも転倒転
落を起こしやすい要因と言える。今後はこれらの要因を考慮し転倒転落
予防のアセスメントを行い、看護計画へ反映させていきたい。

P4-27-3 透析室における転倒防止の取り組みについて

○
きりゅう か ず よ

桐生 和代、浅野 昌美、法本 沙織、蒲原 秋子、加藤 陽児、
濱部 正和、早川 朝子

NHO 神奈川病院 透析室

【背景】当院は、11 床のベッドを保有しており、日に 10～22 件の透析を実
施している。近年、透析患者の高齢化とともに、患者のADLの低下、合
併症による視力障害があり、加えて透析後の起立性低血圧などの問題が
ある。それにより、透析室への入退室時に転倒の危険性も高くなってい
る。実際に平成 25 年度においては、2件の透析後の転倒というインシデン
トも発生した。そのため、透析患者の転倒防止策に取り組んだ。【方法】
送迎に関しては、送迎の方（家族・送迎ボランティアの方）に透析室玄関
までではなく、待合室まで付き添い直接来てもらうこととした。また、転
倒転落アセスメントスコア－シートを使用し、透析患者の転倒リスク評
価を行った。【結果】【考察】送迎の方に直接来てもらうことにより、患者
の見守りがよりできることで転倒防止につながった。また、転倒転落アセ
スメントスコア－シートを使用しADLの低下はなくとも、患者さんの性
格や内服状況などにより、転倒リスクが高くなる。リスクが高い患者さん
に対しては、透析中の除水コントロールすることで血圧の変動を最小限
に抑え、低血圧の患者さんには、透析中に昇圧剤の内服を行い、透析後の
転倒リスクの予防を行った。また、ADL低下や転倒経験者の人には、杖
の使用を促し、予防を行った。【まとめ】1）透析患者の転倒リスクをスコ
ア化したことで、より患者の危険度が理解でき、転倒予防へつながり、ス
タッフ間での転倒に対する意識づけができた。2）病棟の院内共通シート
に、透析患者の特徴である合併症や除水に伴う血圧変動をアセスメント
時の項目に追加することでより透析患者に適した評価ができる。
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P4-27-4 ヒヤリ・ハット報告による転倒転落発生要因
の実態

○
め い り ゆ き

明利 優貴、坂本 美穂、塩尻 直之、森本 貴久江、上原 三千代
国立療養所菊池恵楓園 看護部

【目的】当園AセンターのH24 年度ヒヤリハット転倒事例を集計分析し、
要因から特徴を見出し、発生要因を明らかにする。【方法】転倒事例を外
的要因（転倒誘因・場所時刻・介助者の有無・動作種類）、内的要因（年
齢・性別・ADL・四肢の損傷・薬剤・認知症）に分け特徴を分析。＜対
象＞転倒歴のある入所者 17 名のヒヤリハット報告 55 件【倫理的配慮】ヒ
ヤリハット報告書は医療安全管理室での閲覧とした。得られたデータは
厳重に保管し、本研究以外には使用しないことを研究者間で確認した。
【結果・考察】外的要因の転倒誘因で多いのがトイレ移動や目的不明の移
動で約半数を占めた。発生場所は約 8割が居間、洗面所・台所、ベッドサ
イドと居室内で起きていた。発生時刻は 15 時・18 時台が各 6件、そして
殆ど介助者がいない時に起きていた。動作種類は歩行中が約半数を占め
ていた。内的要因では、当該不自由者棟の平均年齢以上の入所者が多かっ
た。性別は男性 7名、女性 10 名、ADLの自立度が高い入所者に繰り返し
転倒する入所者が含まれていた。麻痺や欠損部位を認めたのが上肢 3名、
上下肢 13 名で、弱視は 3名、難聴は 7名だった。眠剤や向精神薬の服用
者は 10 名、認知症者は 8名だった。転倒は排泄と関係し、介助者の有無
や年齢、内服薬や認知症とも関係している傾向だった。転倒発生時間を見
ると入所者の生活パターンと職員の交代時間との関係も考えられる。【結
論】入所者の転倒の要因は排泄行動の時が多く、年齢や介助者の有無、内
服薬や認知症等と関係している傾向だった。また居室内で起きている事
が多く、ハンセン病後遺症を持ちながらも生活行動の自立度が高い入所
者が転倒を繰り返す傾向だった。

P4-27-5 転倒予防川柳カードを用いた外出・外泊時の
転倒予防の介入

○
む ら い あ つ こ

村井 敦子1,2,3,4、饗場 郁子2、細井 夏実1、山之内 香帆1、
水野 優衣1、岡島 笑美1、長瀬 江里1、片野 文音1、加古 祥子1、
中島 恵子1、岩佐 亜希子1、林 郁子1、川上 喜美代4、
松田 直美3、松下 紗矢佳3

NHO 東名古屋病院 看護部1、NHO 東名古屋病院 神経内科2、
NHO 東名古屋病院 リハビリテーション3、NHO 東名古屋病院 医療安全4

【目的】入院中の転倒はヒヤリハットを検討するが、患者・家族の転倒に
対する認識の違いもあり外出泊中の転倒は医師・看護師に伝えられな
い。転倒予防川柳カードで呼びかけ、外泊する僅かな時間に看護師が同レ
ベルの転倒予防の関わりができないかを検討する。【対象】H25 年 10 月 1
日～11 月 30 日の 2か月間に当病棟に入院中で外出泊した患者 9名と看
護師 23 名【方法】外泊届に患者に適した転倒予防川柳カードを貼り帰院
時に転倒発生の有無、看護師の関わりで転倒予防を意識できたか患者・
家族より調査。転倒発生時は詳細な状況を調査。看護師に転倒予防に関わ
れたかなどのアンケートを実施。【結果】外出泊患者は 9名。外出泊件数
は 50 件。転倒した患者は 0名。看護師のアンケート結果は、1転倒予防川
柳カードを貼る事を知っていた 91％、知らなかった 9％。2転倒予防川柳
カードを貼る事で転倒に関心が持てた 77％、持てなかった 18％、どちら
でもない 5％、3転倒予防川柳カードを貼る事は面倒でない 82％、面倒
だった 14％、どちらでもない 4％。【考察】外泊届だけでは事務的で印象
に残りにくいが転倒予防川柳カードを貼ること自体に転倒防止を意識づ
ける効果が考えられる。看護師へのアンケートからは患者にあった内容
の川柳カードを選択し、転倒予防の声かけができていた。看護師の経験年
数に関係なく同じレベルで行える取り組みで、統一できた。自ら患者の為
に選択した川柳がきっかけになり転倒予防の意識向上にも繋がったと思
われる。【まとめ】転倒予防川柳を外出泊時に渡すことで転倒予防意識が
高まる。転倒予防川柳を選択し渡す行為は看護師個人の転倒防止活動に
影響を与える。

P4-27-6 救急病棟における危険予測～経験年数別の傾
向～

○
むらやま ゆ う こ

村山 裕子、千代 千明、中村 彩香、亀崎 智都江
NHO 千葉医療センター 3階病棟

【目的】看護師経験年数別に危険予測の傾向を明らかにする。
【研究方法】研究対象 24 名（経験年数 1�18 年）に、高齢者の緊急入院・
緊急手術の場面を文章と写真で提示し予測される危険を記述してもら
う。回答を 1年目、2・3年目、4・5年目、6年目以上に分け、［情報］［ア
セスメント］［危険予測］に分類し比較分析した。所属施設の倫理審査委員
会にて承認を受けた。
【結果】［情報］1年目は「高齢」「緊急入院」「緊急手術」であったが、経験を
重ねるごとに時間帯や病態等の情報が多くなった。［アセスメント］1年目
は、［情報］から不穏等の患者の理解が得られない事を予測していた。2・
3年目以上ではその理由もあった。6年目以上では、患者の訴えの予測と
看護師側の要因も捉えていた。［危険予測］1年目は一般的な患者の危険予
測に止まり、2・3年目、4・5年目、6年目以上は術後合併症も挙げていた。
【考察】1年目は患者背景と疾患に対する情報、アセスメントはなく、術後
患者の観察経験が少ないことが考えられる。2・3年目になると、基本的な
看護技術と知識に加え、個別性を踏まえたアセスメントができるように
なっている。4・5年目では 1つの情報から予測される危険因子が複数挙
がり、疾患・術後合併症を踏まえたアセスメントをしている。さらに、6
年目以上では病態変化や術後患者の状況を具体的に予測していた。経験
のある看護師の危険予測の視点を共有し、安全な看護を提供していくこ
とが今後の課題である。
【結論】経験を積むごとに臨床的知識に基づいた情報収集が出来るように
なり、アセスメントの視点が広がる。そのため、様々な可能性から危険予
測をすることができる。

P4-27-7 危険予測における迅速なリハビリテーション
内容把握の有効性～回復期リハビリ病棟看護
師のインタビューから分かったこと～

○
ひがしぐち あ や

東口 亜耶、山口 里美、岩見 麻里江、房安 真由、田中 洋子、
竹内 菜緒子、戸野 佳子

NHO 鳥取医療センター 看護部 9病棟

【目的】患者のリハビリ内容の変更を把握することが、患者対応時の看護
師の危険予測に有効か、明らかにする。【方法】リハビリで行っている訓
練内容のうち、ADLに関連するもの 15 項目を表にして、患者サイドに掲
示し適宜修正した。その後同意を得た看護師 5名に対し、活用状況につい
て半構造化インタビューを実施した。得られた内容から逐語録を作成し
コード化した後、カテゴリー化した。【結果】69 のコードを抽出し、『膨大
な情報量によるリハビリ内容把握困難』『情報収集の短縮化』『患者サイド
から離れたところでのリハビリ内容把握』『リハビリ内容を把握すること
についての思い』『危険予防への取り組み』『情報収集の重要性』『情報共有
の必要性』『患者対応の不安』といった 8つのカテゴリーが抽出された。
【考察】患者ひとりひとりの状態の正確な把握と訓練内容の把握がなけれ
ば危険予測はできないことから『情報収集の重要性』がいえる。また、患
者ケアは、多職種による医療チーム全体で関わって初めて成り立つもの
であり、『情報共有の必要性』も忘れてはならない。しかしリハビリの情
報量が膨大すぎると、患者サイドでは必要な情報がすぐに得られず、危険
予測には結びつきにくいことが明らかとなった。よってリハビリ内容の
迅速な把握は、『情報収集の短縮化』が大前提であることが分かった。【結
論】1）リハビリ内容を把握することは危険予測をするために必要である。
2）この取り組みは、患者の危険行動が見られた際の迅速な対応に役立っ
た。3）患者のリハビリ内容の変化を簡潔に示すことが、危険予測の活用
に繋がる。
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P4-28-1 呼吸器外科待機手術患者における術前経口補
水の有用性～患者満足度調査と血液データの
検討～

○
いのうえ ま り

井上 真里1、細野 志穂1、西村 幸子1、池田 政樹2、高橋 耕治2、
小松 輝也3、藤永 卓司2

NHO 長良医療センター 看護部1、NHO 長良医療センター 呼吸器外科2、
京都大学大学院 医学研究科 呼吸器外科3

【背景と目的】近年ERASと呼ばれる術後回復強化を目的とした周術期管
理が広がっており、その中に炭水化物含有飲料の術前経口摂取がある。今
回、術前経口補水と炭水化物負荷の有用性を患者満足度アンケート調査
と血液データから検討した。【方法】2012 年 6 月から 2014 年 4 月までの呼
吸器外科待機手術患者を無作為抽出法にて 1群炭水化物含有飲料（アル
ジネードウォーターR）、2群純水に分け、手術 3時間半前に 250ml 渡し 1
時間で可能な量を摂取してもらう。術前後に血糖、血中レチノール結合タ
ンパク（短期間の動的栄養指標）、空腹時血中インスリン（インスリン抵
抗性の評価）を測定した。【結果】1群 76 名（糖尿病 9名）、2群 70 名
（糖尿病 10 名）。平均年齢 1群 64（±14）歳、2群 65（±17）歳。全量摂
取は 1群 74 名、2群 66 名。全例で摂取後の嘔気嘔吐はなかった。アンケー
ト結果では、両群各 7割以上で「喉の渇き」が改善された。有意差があっ
たのは「おいしさ」「飲みやすさ」「空腹感の改善」で、いずれも 1群が優れ
ていた。血液データでは各項目とも両群で有意差を認めず、糖尿病患者に
おいても同様であった。【考察】摂取できた量と「喉の渇き」改善度を考
慮すると、250ml の術前経口摂取は安全かつ有効量であると考える。炭水
化物負荷後の血糖上昇は、術直前には水と有意差がなく、症例が少ないが
現時点では糖尿病患者でも問題ないと考える。1群でより空腹感が改善し
たのは、味や甘味摂取による満足度の影響があると考える。【結論】呼吸
器外科領域においても術前経口補水は安全であり、炭水化物負荷は患者
満足を得られた。今後も症例蓄積を行っていく。

P4-28-2 臥床高齢患者に対する効果的な気道浄化の援
助

○
なかしま ほ な み

中島 穂奈美、鈴木 葉子、平間 康子、合田 瞬、野竹 恵美子
国立長寿医療研究センター 看護部

【はじめに】
自己排痰出来ない患者は痰の貯留そのものによる苦痛に加え、吸引とい
う処置による苦痛も感じている。そこで、気道分泌物の貯留や頻回な吸引
による苦痛を緩和するための援助を行いたいと思った。今回は嚥下障害
がありADL全介助の誤嚥性肺炎で入院中のA氏（80 代女性）を対象に援
助を行った。
【方法】
1回の吸引の効果を高めるためにネブライザー吸入、体位ドレナージを
行った。また、誤嚥や換気量の低下などの廃用症候群悪化予防のために、
1日 1回リクライニング車椅子移乗、口腔ケア、臥床時の頭部挙上を行っ
た。
【結果】
口腔内環境は改善傾向であった。誤嚥しにくい体位の保持ができ、リクラ
イニング車椅子へ乗車後は咽頭への痰の移動が見られた。痰の粘稠度と
量に大きな変化はみられなかった。SpO2 低下はなく副雑音は右肺で聴取
できることが多かった。吸引回数の減少もなかった。
【考察】
A氏は今後もADLや嚥下機能の改善が見込めないため、口腔ケアを継続
し回数を増やすことでより効果が得られると考えられる。また、褥瘡予防
の体位変換だけでなく様々な体位をとることで痰の移動がみられた。咽
頭まで痰の移動することにより吸引が容易になり、呼吸器合併症の予防
にも繋がったと考えられる。しかし、体位ドレナージ、吸入の効果はあま
り見られず、患者に合わせて効果的に計画を修正していくことの重要さ
を再確認できた。
今後は患者の反応をより観察し少しでも苦痛の少ない気道浄化の方法を
模索していく必要がある。
【結論】
1．体位ドレナージやリクライニング車椅子移乗の実施により、痰の移動
がみられた。
2．リクライニング車椅子移乗による離床は呼吸器合併症の予防に繋がっ
た。

P4-28-3 HOT（在宅酸素療法）導入時患者が抱くイメー
ジについて―HOT指導を通じて―

○
い わ た ま ゆ み

岩田 真由美
NHO 長良医療センター 呼吸器内科病棟

【はじめに】病棟ではHOTを導入する患者にHOT指導を行っているが、
患者からは拒否的な言動や指導後も酸素をうまく使えない等、理解が十
分ではなかった。要因として患者がHOTに抱くマイナスイメージが理解
を妨げているのではないかと考えた。そこで今回患者がHOTに対して抱
くイメージを明らかにしたため報告する。【方法】HOT導入入院患者 4
名（同居世帯 2名、高齢世帯 2名）にHOT指導前、後に面談を行いKJ
法を使用してHOTに対するイメージを分析した。HOT指導内容は必要
な酸素管理方法、生活指導、福祉サービスについてのDVD、パンフレッ
ト指導を行った。【結果】指導前、患者は酸素に対する抵抗、現状に悲嘆
する心情、生活の心配、漠然とした不安、ボディイメージの変化からHOT
にマイナスのイメージを抱いていた。また入院前患者のADL、QOLは趣
味をやめた、長く歩けない等低下していた。指導後は今後の生活について
希望を持つ言動へ、イメージも変化していた。しかし、指導後 2例では流
量間違いや使用調整等、正しく使用できない状況を認め、4例共に退院後
の使用について心配は残っていた。【考察】患者はHOTに様々なイメージ
を抱き、それらがHOT導入時の拒否的な言動の要因となっていた。しか
し、導入を通し症状緩和という効果を認知した事からイメージはプラス
へと変化し、現状を肯定していく変化につながったと考える。しかし、イ
メージはプラスになったが、HOT指導の内容理解が得られても全てが正
しい管理行動には結びつかず、マイナスイメージだけがHOT使用を妨げ
る要因ではなかった。患者がHOTを受け入れ、必要な管理行動が行える
よう受容過程を踏まえたHOT指導、支援を検討していく必要がある。

P4-28-4 呼吸困難を訴える患者の看護実践に対する看
護師の抱える困難

○
み や い ゆ う か

宮井 佑華、眞鍋 智子、西田 眞梨子、金田 和菜、松下 祐子
NHO 近畿中央胸部疾患センター 呼吸器内科

【目的】結論慢性呼吸器疾患患者が訴える呼吸困難の看護実践において、
看護師が感じる困難を明らかにする。【期間】平成 26 年 2 月～3月【対象
と方法】慢性呼吸器疾患患者に携わったことのある看護師 10 名（経験年
数 2年目～11 年目）に対し、呼吸困難を訴える患者の看護実践において感
じる困難について半構成的質問面接を 1人 30 分間実施した。内容はレ
コーダーに録音し、逐語録を作成し類似した内容ごとにカテゴリーを生
成した。【結果】看護師の感じる困難は 27 のサブカテゴリーから 4つのカ
テゴリーに分類できた。それぞれのカテゴリーは（呼吸困難がとり除くこ
とができない等）の、1＜呼吸困難管理に伴う困難＞、（高流量酸素使用中
の食事・入浴等）の、2＜日常生活援助に関する困難＞、（経験不足・業務
の重複等）の、3＜看護師自身に起因する困難＞、（医師・他部門との連携
等）の、4＜医療チームの連携に関する困難＞の 4項目のカテゴリーに分
類することができた。【まとめ】全てのカテゴリーにおいて看護師の経験
差関係なく困難に感じていた。本研究によりそれぞれの看護師が感じる
困難のパターンと個々の困難に感じる内容の違いが把握できた。これを
もとに呼吸困難感の看護の問題点を全体的に見出だし、当院の呼吸困難
の症状看護の改善につなげたい。
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P4-28-5 認知症を合併している慢性呼吸不全患者の
NPPV装着の工夫

○
た か の あ き こ

高野 明子、小林 英雄、高橋 真紀、横山 友里恵、大橋 貴枝
NHO 新潟病院 看護部 一般内科病棟

用語の定義 なじみの関係＝慣れ親しんでいる関係【目的】N病棟に入院
中のA氏は 2型呼吸不全のため 14 年前からNPPVを導入した。しかし、
H24 年 6 月より認知症が進行し、NPPVを装着することができなくなっ
た。今回、認知症患者の特徴を捉え、個別性を重視した看護を実践するこ
とでNPPV装着時間が長くなり、呼吸状態の安定を図ることができたの
で報告する。【対象】91 歳 男性 2型呼吸不全（中等度）PCO2 : 85.3
mmg PO2 : 73.9mmg（H25.7.2）アルツハイマー型認知症（やや高度の認
知症）【方法】1．日々の訴えを傾聴し、なじみの関係つくりをする。2．筋
力低下予防と呼吸状態が正常に近づけられるようA氏が出来ることを
取り入れる。3．A氏とNPPV装着時間を調整する。4．NPPV装着時間、
その時の対応、反応を記録に残し、評価・ケアプランの修正を行う。【結
果】介入後、A氏の表情や言動に大きな変化が見られ、NPPV装着時間が
延長した。さらに、血液ガス分析の結果も改善が見られた。【考察】認知
症の看護を取り入れ、対応を統一したことで看護師とのなじみの関係が
築け、NPPV装着ができた。【結論】A氏が出来ることを看護師と一緒に
行うことで、自覚に結び付いた。さらに、看護師と関わりが多くなったこ
とでなじみの関係を築くことができ、NPPV装着時間の延長につながっ
た。

P4-28-6 非侵襲的陽圧換気（NPPV）における皮膚保護
材の貼付方法の検討～貼付方法変更により
NPPVマスクのずれは減少できるのか～

○
やまもと あ ゆ み

山本 歩美、小田 朋美、小林 理秀
NHO 福山医療センター 呼吸器科

【目的】
リモイスパッド貼付後NPPVを装着し、全体貼りと部分貼りのずれを比
較して、NPPVマスクのずれが少ない貼付方法を明らかにする。
【方法】
期間：2013 年 12 月 1 日～12 月 20 日
対象：A病棟看護師 10 名
方法：（1）ベッドの角度は 30̊ とし 1 名で 2通り（全体貼り・部分貼り）の
データを収集（2）リモイスパッドを貼付し測定位置をマーキング（3）マ
スクの額・両頬・顎の 4か所に印を付けマスクを装着（4）体位変換・発
声咳嗽・10 分間安静の各動作後マスクのずれた位置でマーキングしリー
クをモニタリング（5）全動作終了後（3）で付けた印を基にずれを測定
【結果】
一連の動作・動作別・4か所のずれの和を比較した結果、部分貼りは全体
貼りに比べてずれの和が有意に少なかった。一連の動作を通して、10mm
以上マスクがずれてもリークの変動が 10L�分以内で収まった症例と、マ
スクのずれが 10mm以下であったがリークの変動が 10L�分以上となっ
た症例があった。
【考察】
リモイスパッドを全体貼りから部分貼りにすることでずれを減少でき、
マスクのずれによる違和感の軽減や、圧迫を避けることで皮膚トラブル
の発生リスクの減少につながると考える。マスクのずれは上下左右の動
きだけではなく、様々なずれ方をしている。そのため、視覚的なマスクの
ずれやリークの変動に関わらず、定期的な観察とマスクフィッティング
が大切である。リークについては、今回の研究データで得られた程度のず
れであれば大幅な増加につながらないと考える。
【結論】
1．リモイスパッドを全体貼りから部分貼りにすることでずれを減少出来
た。
2．今回の研究データで得られた程度のずれであれば、大幅なリークの増
加につながらない。

P4-29-1 神経難病病棟の摂食機能療法への取り組み

○
や ま だ ゆ い な

山田 唯菜、上野 寛子、海老澤 真、石橋 美枝子、穴井 久美子
NHO 大牟田病院 看護部

【目的】神経難病は病状の進行に伴い、嚥下機能が低下し、経口摂取が困
難となる。経口摂取は患者の生活の質を維持するために大きな意味を
持っている。経口摂取には摂食・嚥下機能の維持・向上が不可欠であり、
A病棟では 2013 年に患者に摂食機能療法を開始した。しかし、看護師が
共通理解する媒体が整っておらず、統一した摂食機能療法の実施ができ
ていなかった。そこでA病棟で勤務する看護師全員の摂食・嚥下につい
ての知識や技術の確認を行い、統一した実施を行う必要があると感じ、本
研究に取り組んだ。【方法】対象：A病棟に勤務する看護師 20 名。方法：
1． 摂食・嚥下のメカニズムや摂食機能療法について勉強会を実施した。
2．研究者が作成した評価表を用い、自己評価・他者評価を実施した。3．
頸部可動域訓練等の動画を使用して個別に技術を確認した。倫理的配
慮：研究の主旨を説明し同意を得た。【結果】看護師間で摂食機能療法に
対する知識や技術に差があった。そこで勉強会を実施し、摂食機能療法の
知識・技術を再確認した。摂食機能療法の評価では、自己評価・他者評価
共にほとんどの看護師が「実施できている」と答えた。その中で「不安が
ある」項目はスライス法、交互嚥下、複数回嚥下であった。動画は「具体
的な手の動きがわかりやすい」と好評だった。【考察】評価表による自己
評価・他者評価では不安と感じている内容が明確になり、ポイントを
絞った説明により不安の軽減を図ることができたと考える。動画は具体
的でわかりやすく、技術の習得に効果的であった。【結論】媒体の活用は、
摂食機能療法の知識・技術の理解に有効である。今後は統一した実施に
向けて更に媒体を工夫したい。

P4-29-2 食べたいという思いに寄り添う看護～経口摂
取と胃瘻栄養が併用となった患者への関わ
り～

○
き む ら み ほ

木村 美穂、北本 かをる
NHO 医王病院 看護部

【はじめに】神経難病患者は、経口摂取と胃瘻栄養を併用している患者は
少なくない。しかし、嚥下障害の進行等により経口摂取の割合は徐々に減
少していく。当病棟で胃瘻造設後も「食べたい」という思いの強い患者に、
本人の楽しみとして経口摂取を継続することができた。この事例から、経
口摂取をより長く継続できる関わりについて考察し、今後の看護に繋げ
ていく。【症例】A氏 70 代男性、パーキンソン病 経口摂取を生きがいと
しているが、嚥下障害が進み経口摂取だけでは必要な栄養摂取が不十分
で、胃瘻造設となる。【経過】医療チームで定期的な摂食嚥下機能評価を
行い、その都度摂食嚥下訓練や嚥下食の内容、量、そして摂取時間や食事
介助の方法の見直しを行い計画的に実施した。また、医療チームで内服薬
の内容や投薬時間を見直すことで覚醒時間を増やし、経口摂取時が本人
の調子の良い時間になるよう調整した。【結果】・嚥下機能を維持できて
おり、経口摂取を継続できている。・咀嚼機能が乏しかったが、徐々に認
められるようになった。・普段見られなかった開口などが認められた。・
肺炎を繰り返さなくなった。・本人からの感謝の気持ちが聞けるように
なった。【結論】1．嚥下状態に合わせた訓練内容を医療チームで検討し、
関わった。その結果、長期間経口摂取を継続する事が出来た。2．嚥下障
害が進行しても、本人の食べたいという思いを尊重し楽しみとしての経
口摂取を継続していくことは、生きる意欲を高めることに繋がっていた。
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P4-29-3 ストレッチャー臥床患者に対する食事援助の
一考察

○
く ぼ え み

久保 絵美1、宮永 湖子1、池田 智子2、山口 新子1、今村 克彦1

NHO 南九州病院 看護部1、NHO 鹿児島循環器病センター2

【目的】A氏は毎日の生活の中で食事を楽しみにしていたが、食事時間が
長く掛かる事で疲労が高まり苦痛に感じてしまう状況にあった。今回A
氏にとって安楽な食事が出来るよう食事援助方法を検討した。【研究方
法】対象：A氏、40 歳代、肢体型筋ジストロフィー。発語、発声は可能。
24 時間 NIPPVを装着している為日々の会話は主にジェスチャー。食事
は主食朝おじや、昼夕食パン、副食ミキサー食。ストレッチャー上で誤嚥
防止の為に左側臥位で頭部にクッションを入れ、右手にティースプーン
を持ち自力摂取。食事終了間近に疲労感が出現する事もあり本人希望時
は介助行う。時々むせ込みあるがとろみは希望されず不使用。食事時間は
約 1時間。方法：1．食事中の体位の検討 2．自助具の検討【結果・考察】
『食事中の体位の検討』は左側臥位で前傾姿勢をとるとA氏の食べやすい
体位になった。介護計画で立案した調整方法を申し送り等で病棟スタッ
フ全員に伝達する事で、統一した体位調整ができた。『自助具の検討』は
作業療法士等に相談し二種類のスプーンから検討した。その後、自助グ
リップを今まで使用していたスプーンに差し込んで使用した。A氏と具
体的な調整方法を決め、新たに自助具を使用する事で安楽に食事が出来
るようになった。食事時間は自助具を使用し右手に掛かる負担を軽減し
た事で約 15 分短縮できた。また、A氏から「前よりもご飯が美味しいよ」
と笑顔で言われ、残存機能を活かした食事摂取方法の検討により安楽な
食事に繋がったと考える。【結論】患者の食事に対する思いを介護計画と
して立案し、職員が統一したケアを実施する事は、患者にとって安楽な食
事援助に繋がる。

P4-29-4 ALS痙性斜頸に対するポジショニングの検
討～ボトックス療法を開始して～

○
い と う な る み

伊藤 成美、谷友 麗、平田 歩美、外山 恒之、池田 朋子、
井上 智子

NHO 天竜病院 3病棟

【目的】当院では重症心身障害児病棟で、脳性麻痺患児の下肢痙縮に対し
て数例ボツリヌス療法が実施されている。当病棟では今回、神経内科ALS
の患者に対し初めてボツリヌス療法を実施することになった。30 歳 男
性、全身の筋力低下や筋委縮は認めるものの痙性斜頸があり、人工呼吸器
LTV装着中で、筋の緊張も強くみられている。患者との意思疎通は入院
後徐々に困難となっている患者であった。ALS患者に対するボツリヌス
治療を実施することで、カンファレンス、頸部関節可動域計測を行ない、
看護師による日常的なポジショニングが入ることで効果期間の延長、
QOLの向上に繋がるのではないかと考察し検討した。【方法】1．頸部の
関節可動域計測（週 1回）2．評価カンファレンスの実施 医師、リハビ
リ、看護師間での情報交換 3．ポジショニング検討、ポジショニングシー
トの作成と実施、評価【結果】ボツリヌス治療による効果、ポジショニン
グの実施の変化、患者の苦痛の軽減やコミニュケーションが容易となっ
た。【考察】ボツリヌス療法を実施したことで、患者や家族の思いを配慮
し実施できた。後頭部の長時間の圧迫から褥創発生や頸椎変性などの合
併症を引き起こすリスクを予防することが出来た。

P4-29-5 ハンチントン病患者の不随意運動に音楽療法
がもたらす効果

○
よこやま し ず か

横山 静香、橋本 幸希、渡部 祐子、本間 きえ子、渡邉 光子
NHO あきた病院 東4病棟

【目的】ハンチントン病患者は不随意運動があり、特にオムツ交換、体位
変換などのケア中に多く見られる。音楽療法は、認知症やパーキンソン病
に効果があると報告されているが、ハンチントン病患者の不随意運動に
対する音楽療法の研究報告はまだない。そこで、ハンチントン病患者の不
随意運動に音楽療法がもたらす効果を明らかにする。【方法】ハンチント
ン病患者 2名の不随意運動パターンを観察し、7段階のスケールを作成し
た。そして、ケア直後の呼吸・心拍数と不随意運動の程度のデータを 10
日間収集した。そのデータと、モーツアルトのCDをかけながらケアを
行った直後に測定したデータを比較した。データ分析方法は、音楽療法施
行前と施行後それぞれの数値データを集計し平均値を求め、心拍数と呼
吸数は t検定を用い、不随意運動の程度はマン・ホイットニの∪検定を
用いた。【倫理的配慮】研究の趣旨、協力は自由意志で拒否できること、
途中棄権ができ、それにより不利益が生じないこと、プライバシーの保
護、研究結果をこの研究以外に使用しないことを書面で説明し同意を得
た。【結果】音楽療法施行前と施行後では、心拍数は 2名共に有意差はみ
られなかった。呼吸数・不随意運動は 2名共に有意に減少した。【考察】
心拍数に変化がみられなかったのは 2名とも不整脈の既往があったこ
と、音楽療法の作用に個人差があることが考えられる。呼吸数・不随意運
動は減少し、共に有意差が見られた。これは、音楽療法により副交感神経
が優位な状況となり、交感神経伝達物質であるドパミンの過剰放出が抑
制されたと考えられ、ハンチントン病患者の不随意運動に対する音楽療
法は効果があったと考える。

P4-29-6 活動意欲の見られない患者のQOLの変化に
ついて～個人の生活の質評価法（SEIQoL）を
利用した関わり～

○
お か だ

岡田 ひかり、古和 沙也加、桐生 明希子、佐野 陽子、
白井 良子、中島 孝

NHO 新潟病院 看護部 14病棟

【目的】SEIQoL�DWを利用した半構造化面接法により、患者の語る言葉
に焦点をあて意図的に看護ケアを行うことでQOLを向上させることが
できると報告してきた。今回は入院当初自ら要望を言うことはなく、意欲
がみられなかった患者が意欲を持てるようになった事例を報告する。【対
象】45 歳 Duchenne 型筋ジストフィー男性。H18 年長期療養のため入
院。ADLは全介助、24 時間人工呼吸器装着、胃瘻栄養管理、ベッド上臥
床。入院前は在宅療養、会話は体位の調整だけで自ら要望を話すことはな
かった。入院当初、SEIQoL�DWの面接を断られる。H19 年趣味活動の看
護計画を立案し、看護師側から積極的にコミュニケーションを図り趣味
活動の提案をした。これにより趣味活動に興味を持ち始め、自らの要望も
表現できるようになる。H24 年 6 月 SEIQoL�DWの面接への同意が得ら
れた。【結果・考察】H24 年 6 月の Pre�test は SEIQoL�index＝73.45 と高
い値を示し、趣味活動を始め生活全般に満足している。さらにインター
ネットを始めたいと新たな意欲が見られ、看護師、多職種、家族の協力を
得て PCを購入し、趣味活動を 1人で行える環境となった。H25 年 7 月
Post�test、Then�test 実施。3回テストの SEIQoL�index を比較すると
Pre�test に 比 べ Post�test は や や 上 昇、Then�test と Post�test で は
Then�test が少し高い。これは「今の自分に満足し、過去も悪くなかった」
と、進行性疾患を抱える中でQOLが高く維持できている。【結論】
SEIQoL�DWを用いたことにより、患者自身が考えを整理をでき、新しい
活動への意欲に繋がった。また、SEIQoL－DWの面接は傾聴の場となり、
語られる言葉そのものに着目して関わることでタイムリーな看護介入が
行える。
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P4-29-7 ALS患者のQOL評価～SEIQoL�DW尺度を
用いて～

○
いけぐち ま な

池口 麻奈、服部 しのぶ、馬込 真由美
NHO 宇多野病院 看護部 神経内科病棟（2病棟）

【目的】ALS患者に SEIQoL�DWを用いてQOL評価を行い患者のニード
を明らかにする。【方法】1．対象：A氏．61 歳．女性．ALS．人工呼吸
器装着中。ADLは全介助。2．方法：SEIQoL�DWでQOLの評価を行い、
ニードに沿った援助を実施、評価する。【結果】「散歩に行きたい」と発言
あり、月 1回車椅子で気分転換活動を行っていた。散歩以外の援助を考え
るため SEIQoL�DWを用いてA氏のニードを理解した。その結果、ニー
ドが高いのはお風呂、看護師との会話、テレビ、家族、孫の成長であり、
A氏の発言からニードが高いと判断していた散歩はなかった。A氏の家
族は疾患を理解し、療養生活が快適に送れる支援や孫の成長を感じられ
る工夫をしていた。そのため、お風呂、看護師との会話、テレビに関わっ
た。【考察】A氏の発言から看護師が主観的に判断していたニードと、
SEIQoL�DWを用いた客観的なニードには違いがあった。お風呂は疾患
の発症前から好きであったが、湯につかる機会が訪問入浴を利用する年 1
回でありニードが高かった。看護師との会話は長時間ともに過ごし最も
近くにいる存在であるため、コミュニケーションで要件を伝えるだけで
なく、人と人との関わりを求めていたと考える。テレビは、旅番組や料理
番組で自分が実際にできないことを見ることで満足感を得ていた。退院
時に「入院生活は居心地がよかった」と発言があり、患者のニードに沿っ
た看護の実施は入院生活のニードの充足に繋がったと考える。【結論】1．
患者のニードは看護師の主観的判断と客観的判断では違いがある。2．
SEIQoL�DWは患者のQOLの評価に有効である。3．看護師は患者の代弁
者となり思いをスタッフ間で共有し、患者を尊重した関わりを行う必要
がある。

P4-30-1 分娩への不安が強い一人の妊婦への関わり
～産婦が安心して分娩を迎えるための出産準
備教育～

○
の む ら ま り

野村 真里
NHO 長良医療センター 看護部

1．はじめに 安心して分娩を迎えるための方法を検討したいと考え、切
迫早産により長期入院中の分娩に対する不安が強いと考えられる初産婦
に対する出産準備教育について、1事例を通して検討し報告する。2．事例
紹介・対象：Y氏 30 歳 初産婦 切迫早産 3．看護の目標・分娩への
不安な思いを軽減できたと本人が感じ、安心して分娩を迎える事ができ
る 4．結果・考察Y氏は、「初めてのお産なので全てが不安、陣痛に耐え
られるかすごく不安。」と発言していた。Y氏は当院の出産準備教育へ出
席する前であったため、まず妊娠・分娩・産褥期の基本的な知識を提供
した。しかし、「流れが分かって少し安心した。でも痛みに耐えられるか
な。」と産通に対する不安が強く見られた。そこで、分娩台の体験、産痛
緩和マッサージや呼吸法などのシミュレーションや写真を用いた個別指
導を行った。時期は児の諸機能が整い分娩への関心を抱き始めた 34 週を
選択した。キーパーソンの夫も含め教育を行い、マッサージは実際に夫に
行ってもらった。その結果、「安心しました。赤ちゃんのお世話について
知りたい。」と発言し、産後へも感心が向いた事が分かる。バースプラン
では分娩への思いを具体的に表現していた。この事から、個別に応じた内
容や、時期の選択によりY氏の不安を軽減し、安心して分娩を迎える事に
つながったと考える。5．結論Y氏の分娩への不安緩和方法として以下の
結論を得た。・視覚や体験を用いた教育により、初産婦にもイメージしや
すく不安の軽減につながる・切迫早産など、妊婦の危機的状況を考慮し、
出産準備教育の時期を決める事は、出産準備教育の受容や、分娩に向けて
の主体性に影響する。

P4-30-2 初産婦における妊娠期からの母乳育児支援～
乳汁分泌増加への関わり～

○
し ば た と も み

芝田 知実
NHO 長良医療センター 看護部

〈はじめに〉母乳育児で悩みを持つ患者は多いが、初産婦の患者に対し、
妊娠期より母乳分泌増加に向けての支援を行い、一事例を通して検討し
たため報告する。〈患者背景〉対象：A氏、27 歳、初産婦、切迫早産〈看
護の実際〉＃1母乳栄養確立過程として、妊娠中に母乳の正しい知識を持
ち、母乳育児の希望を確認後、母乳分泌量を確立するための指導を行っ
た。〈結果・考察〉A氏は分娩に対する不安が強く、妊娠期には産後に目
を向けられていなかったが、分娩期の不安軽減の指導と平行して、母乳分
泌量増加に向けての指導を行った。産後は、分娩後 2時間以内から乳頭刺
激を開始し、産後 1日目の乳頭刺激回数は 1日 2回と少なかった。その
為、産前に指導した母乳分泌増加の内容を覚えているかを確認すると、資
料や模型を用いて行った指導は産後も記憶しており、「刺激が大切でした
ね。」との発言が聞かれ、翌日からは 1日 5回以上乳頭刺激をすることが
できた。母乳分泌量は退院後も維持できたが、短小乳頭・授乳手技等に問
題があり、直接母乳を確立する事は 1ヵ月健診時でもできなかった。しか
し、A氏は直接授乳の希望を継続して抱いており、現状の母乳育児に満足
しきれておらず、退院後も継続した関わりが必要であった。〈結論〉A
氏への母乳分泌支援をして、以下の結論を得た。1．母乳分泌増加の為の
ケアは、妊娠中から五感に働きかける指導が影響する 2．分娩後早期から
の乳頭刺激・排乳が母乳分泌増加に影響する。3．母乳分泌が確立されて
いても、本人の望む母乳育児が出来ていないと継続した支援を必要とす
る。

P4-30-3 A病院経腟分娩における入院中・退院時・1
カ月健診時の母乳育児に関連する要因

○
ふちかみ よ う こ

淵上 陽子、北村 倫子、小畑 茜
NHO 佐賀病院 レディース病棟

【目的】A病院正常新生児の母乳率は退院時 80％、1カ月健診時 62％と低
下している。そこで、入院中・退院時・1カ月健診時の母乳育児への影響
する要因を明らかにした。【対象・方法】2012 年 5 月～2013 年 7 月にA
病院経膣分娩で早期母子接触を行った母児を対象とし、「母乳育児成功の
ための 10 カ条」をもとに当院で調査している母児の属性・母体の妊娠・
分娩期に関する要因についての項目の中から 13 項目を絞り、栄養方法別
に分析した。【倫理的配慮】本研究で使用するデータは、対象者が特定さ
れないよう統計処理し、調査内容は本研究以外には使用しない。本研究の
実施にあたっては当院倫理審査委員会での承認を受けた。【結果】対象者
は 221 名。平均年齢 30.9 歳。初産 119 名（53.8％）、経産 102 名。自然分
娩 143 名（64.7％）、誘導・吸引・促進分娩 78 名（35.2％）。入院中母乳率
68％、退院時母乳率 81％、1カ月健診時母乳率 70％。入院中に人工栄養で
1カ月健診時に母乳のみになった者（32 名）より、入院中・1カ月健診時
ともに母乳のみの者（116 名）の方が、経産婦に有意に多く（0.9±1.1 VS
0.5±0.8 ; p＝0.03）、分娩所要時間が有意に短かった（399.2±297.8 VS
585.0±435.0 ; p＝0.01）。退院時・1カ月健診時ともに母乳のみの者（139
名）は喫煙者が有意に少なかった（95.7％ VS 85.3％；p＝0.04）。【考察】
分娩期の疲労、育児経験、妊娠中からの母乳育児への知識と関心が 1ヶ月
健診までの母乳育児に関連する。今後の課題として、疲労の早期回復への
援助、ハイリスク妊婦への母乳育児に対する指導、喫煙妊産婦への介入の
必要性、初産婦に対して母乳育児への関心を高める介入の必要性が明ら
かになった。
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P4-30-4 当院での妊婦・授乳婦に対するCTおよび
MRI 検査：造影剤使用における取り決め

○
もとしま しげのぶ

元島 成信1,2、川島 麻里江1、那須 洋紀1、村上 緑1、
吉滿 輝行1、川上 浩介1、川越 秀洋1、ウロブレスキ 順子1、
牟田 満1、塩崎 宏3、大藏 尚文1

NHO 小倉医療センター 産婦人科1、NHO 小倉医療センター 臨床検査科2、
NHO 小倉医療センター 放射線科3

【背景】妊婦・授乳婦に対するCTやMRI 検査での造影剤使用について、
判断に苦慮することがある。妊婦・授乳婦に対する造影剤使用について
の指針が本邦には存在せず、造影剤使用の判断に必要な情報が少ない。
【目的】妊婦・授乳婦に対する適切かつ迅速な診断法の決定は、最適の治
療方針決定に寄与し、患者予後を向上させ得ると考える。また、医療者間
の、ある程度の統一した意思決定プロセスのもとでの院内指針作成が望
ましいと判断した。そこで我々は、妊婦・授乳婦に対するCTおよびMRI
検査での造影剤使用における院内取り決めを作成することとした。【方
法】造影剤の医薬品添付文書や、欧米の造影剤使用に関するガイドライン
を参照し、取り決めについて産婦人科と放射線科との間で協議した。妊
婦・授乳婦に対する造影CTおよびMRI 検査によるリスクとベネ
フィットに加え、当院での現状を勘案した上で、取り決めを作成した。
【結語】当院での妊婦・授乳婦に対するCTおよびMRI 検査での造影剤
使用における取り決めについて報告する。

P4-30-5 緊急帝王切開の麻酔導入中に心停止を来した
一症例

○
なかがわ ま き

中川 真希、多田 文彦、山田 暁大、藤本 理子
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 麻酔科

今回、薬剤性心不全が疑われた症例に対し緊急帝王切開麻酔導入時に心
停止をきたしたが、母児共に後遺症なく経過した症例を経験したので報
告する。【症例】28 歳初妊婦、妊娠 27 周 1 日【現病歴】妊娠 23 週 1 日切
迫早産のため入院、リトドリン塩酸塩が開始された。26 週 3 日に胎胞可視
となり硫酸マグネシウムが追加された。27 週に入り肝機能障害、呼吸苦、
顆粒球減少を認めたため、リトドリン塩酸塩を中止した。早期娩出のため
26 週 4 日にベタメタゾンを投与したところ、呼吸症状が急激に悪化し緊
急帝王切開術を行うこととなった。【麻酔導入時現症】HR 120、収縮期血
圧 80～140mmHg SPO2 70～80％ 多呼吸【検査異常】AST 184IU�L、
ALT 325IU�L WBC 2440�μl【術中経過】硬膜外カテーテル挿入中に呼吸
状態悪化のため全身麻酔に変更した。チオペンタール 3mg�kg で麻酔導
入すると PEAとなり直ちにCPR、帝王切開術を開始し児を娩出した。ア
ドレナリン 1mgを 2 分毎に投与し 6 mg投与したところでVFが出現し
たためDCを行い、自己心拍が開始した。手術終了後中心静脈ラインを確
保、カテコラミンを開始し ICUに入室した。心臓エコーでEF15％と低下
を認めた。IABP、CHDF、低体温療法を行い第 5病日には人工呼吸器を
離脱、特に後遺症を残すことなく第 14 病日に退院した。【考察】今回の症
例は、リトドリン塩酸塩、硫酸マグネシウム、ベタメタゾンの相互作用に
よる薬剤性心不全がおこったと考えられる。心停止は、症状の急速な悪化
のために心機能の評価が不十分であったため、全身麻酔導入時のチオペ
ンタールによる循環抑制が予想以上に強かったことが原因と考えられ
る。術後は急速に心機能の改善がみられ、後遺症なく退院できた。

P4-30-6 患者のコンプライアンスが悪く妊娠前の心機
能評価が不十分であった重症大動脈弁狭窄症
合併妊娠の1例

○
むらかみ まさひろ

村上 雅博、中奥 大地、近藤 朱音、森根 幹生、前田 和寿
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 産婦人科

【背景】先天性心疾患の診断と治療の進歩により，多くの小児患者が救命
され成人期に達している．患者の多くは手術した小児専門病院でフォ
ローされるが，成人後はドロップアウトしてしまい重症化して受診する
ことがある．また女性では心機能評価により妊娠を避けることが強く望
まれる場合もある．我々はコンプライアンスが悪く妊娠前の心機能評価
が不十分であった重症大動脈弁狭窄症合併妊娠の一例を経験したので報
告する．【症例】28 歳，初産婦．7歳時に当院で大動脈弁狭窄（AS）一尖
弁に対し交連切開術を施行．26 歳で結婚し転居．他県の循環器内科を受診
し，大動脈弁口面積 0.94cm2，左室�大動脈（LV�Ao）圧較差 73mmHg
にて重症ASと指摘された．挙児希望があり心カテーテル検査を説明さ
れたが拒否し自然妊娠した．妊娠 32 週で里帰り分娩目的に当院紹介と
なった．当院での精査で大動脈弁口面積 0.64cm2，大動脈弁最大血流速度
4.81m�s，LV�Ao 圧較差 93mmHgにて重症ASと診断した．NYHAは
class II であった．妊娠 34 週で全身麻酔下に帝王切開の方針とした．麻酔
導入に伴う重篤な不整脈発症に備えて，経皮的心肺補助装置を準備した．
術前よりABPCを 5 日間投与した．術後経過は順調であった．今後は大
動脈弁置換術，上行大動脈置換術を予定している．【結論】今回の症例は
ハイリスク妊娠であったが小児循環器，循環器内科，産婦人科，麻酔科の
連携により無事出産することができた．本来は妊娠前に治療されるべき
心機能であったと思われた．

P4-30-7 妊娠後期に頭痛、視力視野障害と尿崩症をきた
したリンパ球性下垂体炎の一例

○
なかはし かずよし

中橋 一嘉1、井上 清歌2、田中 教文2、兒玉 尚志2、右田 圭介3、
富吉 秀樹4

NHO 東広島医療センター 初期臨床研修医1、
NHO 東広島医療センター 産婦人科2、NHO 東広島医療センター 脳外科3、
NHO 東広島医療センター 放射線科4

リンパ球性下垂体炎はリンパ球が下垂体に浸潤することで炎症と下垂体
の腫大を起こし、圧迫による視力視野障害、頭痛及び、下垂体機能低下症
による多彩な症状を呈する。また、本疾患は妊娠後期から産褥までに好発
するため、原疾患の管理に加えて、妊娠週数に応じた周産期管理も重要と
なってくる。妊娠後期に視野障害と尿崩症で発症し、リンパ球性下垂体炎
と臨床診断した症例について報告する。症例は 26 歳女性、1経妊 0経産、
IgA腎症の合併があった。妊娠 5週に当科を初診し、その後の妊娠経過は
尿潜血の持続以外良好であった。妊娠 35 週頃から視力視野障害を認め、
妊娠 37 週 4 日に眼科を受診し、脳神経疾患を疑われ、翌日に当院脳神経
外科を紹介受診した。頭部MRI で下垂体腫大とそれに伴う視神経圧迫を
認め、また、尿崩症を合併しており、リンパ球性下垂体炎と診断した。血
液検査では、甲状腺刺激ホルモン低下、副腎皮質刺激ホルモン軽度低下、
プロラクチン、成長ホルモンの上昇を認め、リンパ球性下垂体炎に矛盾し
ない所見であった。視力低下が急速に進行し、頭痛が出現したため、ター
ミネーションの方針とし、妊娠 38 週 3 日に緊急帝王切開術を行った。術
後の頭部造影MRI では下垂体と下垂体茎に強い造影効果を認め、リンパ
球性下垂体炎の所見に一致した。術後 1日目よりプレドニゾロン（60mg�
日）を開始し、視力は速やかに回復し、術後 8日目には下垂体は著明に縮
小した。また、術直後からバソプレシン投与を行い尿量は減少した。産褥
5か月現在、尿崩症のみ残存し、プレドニゾロン（10mg�日）とバソプレ
シン投与を継続中である。
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P4-30-8 妊娠中期に患側肺の腫大を呈した胎児肺病変
の2例

○
た な か あ ず さ

田中 梓菜1、樫野 千明1、澤田 麻里1、永井 あや1、中西 美恵1、
山本 暖1、早瀬 良二1、高橋 伸方2、野島 郁子2、長谷川 利路3、
正畠 和典3

NHO 福山医療センター 産婦人科1、NHO 福山医療センター 小児科2、
NHO 福山医療センター 小児外科3

画像機器の進歩により、妊娠中に胎児の疾患が発見されることも少なく
ない。今回妊娠中期に患側肺が高輝度に腫大を呈し、胎児の肺病変を疑
い、出生後に診断・治療を行った症例を 2例経験したので報告する。＜症
例＞症例 1は 36 歳、6経妊 2経産で、妊娠 26 週にエコーで胎児の右肺が
高輝度に腫大を示した。MRI でも同様の所見を得た。その後、右肺病変は
縮小した。新生児科、小児外科と連携し、妊娠管理を行った。妊娠 38
週に前期破水で入院し、微弱陣痛、分娩停止で帝王切開を施行した。児は
2792g の女児で、出生後から多呼吸がみられ、NDPAP装着にて呼吸管理
が施行された。MRI にて右下肺野の無気肺と診断された。生後 6か月で右
肺下葉切除が施行された。病理検査では無気肺と嚢胞が混在の所見で、先
天性嚢胞性腺腫様形成異常（CCAM）2型と診断された。症例 2は 42
歳、0経妊 0経産で、前医にて妊娠 27 週にエコーで右肺の腫大を指摘さ
れ、当科に紹介となった。エコーで胎児の右肺が高輝度に腫大を示した。
MRI では右肺の下葉に腫大を認めた。その後、右肺病変の腫大は改善し
た。新生児科、小児外科と連携し、妊娠管理を行った。妊娠 37 週に前期
破水で入院の上、経腟分娩となった。児は 2532g の男児で、生後の呼吸状
態は良好であった。画像検査では右下肺野に嚢胞性病変を認め、CCAM
が疑われた。生後 5か月で右下葉切除が施行された。病理検査でCCAM
2型と診断された。＜まとめ＞胎児の肺病変は妊娠中期に腫大を呈し、そ
の後に縮小を示すことも多く、妊娠中期に観察することが大切である。ま
た、胎内診断できれば、新生児科などと連携することで、早期に対処でき
るメリットがあると思われる。

P4-31-1 暴言・暴力行為を行う患者・家族に対する取
り組みについて

○
にしむら まさふみ

西村 真史、樋口 達也、岡 千穂、宮本 一男、藤内 武春
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 事務部

【はじめに】暴言・暴力行為を行う患者や家族から職員を守り、医療行為
に集中できる安心・安全な環境をつくるべく当院がおこなった取り組み
について報告する。【方法】当院における患者やその家族による暴言等の
問題行動の対応は、事務部、地域医療連携室、医療安全管理室などケース
バイケースで対応していたため、医事専門職において情報を一元管理す
るように徹底するとともに以下の取り組みを行った。・問題患者のリス
トの作成、関係部署への配布・患者等からの暴力報告書の様式作成、配
布・各部署へボイスレコーダーを配布・迷惑行為により診察をお断りす
ることがある旨の院内掲示・患者・家族からの暴力（暴行・暴言など）に
対する対応マニュアルの見直し・顧問弁護士による暴言・暴力への対応
に関する院内講演・警察署との協力関係の構築・再三に渉り暴言行為を
繰り返す患者に対する院長及び顧問弁護士連名による「通知書」の発出
【結果・考察】職員から医事専門職へ暴言・暴力の報告書及びボイスレ
コーダーの録音が提出されることにより、状況把握がより正確に行われ、
病院としての対応決定が速やかに行えるようになった。また、悪質な事案
については顧問弁護士に相談し、数回の警告を経た後にケースによって
は重篤な病状を除き院内への立ち入りを禁止する旨の通知文書を送付す
る体制を構築した。職員も顧問弁護士による講演によって、暴言・暴力に
対する意識に変化が現れている。今後も継続して暴言・暴力を行う患者
やその家族には毅然とした態度で職員が一丸となって取り組む必要があ
る。

P4-31-2 地域がん登録の登録漏れ防止への取り組み

○
なかがわ ひろゆき

中川 博之、坂場 洋平、管 慎哉
NHO 大分医療センター 医療情報管理室

【背景と目的】
当院では、2011 年 1 月 1 日以降症例から地域がん登録へ登録票を提出し
ている。ケースファインディング（登録候補の見つけ出し）は、病歴シス
テムの主病名から検索していた。しかしその方法では、病歴システムに病
名が登録されていても主病名でなければ対象から外れること、対象患者
が入院患者に限られるなど問題点があった。登録漏れ・遅れが多いこと
からケースファインディングの見直しが必要と判断し 2013 年度から改
善を図った。今回はその現状報告をする。
【方法】
ケースファインディングは、1）病歴システムの病名、2）病理診断・細胞
診レポート、3）実施手術記録、4）レセプト病名の 4つの方法に変更した。
ケースファインディングの対象期間は 2011 年 1 月 1 日以降を条件とし
た。また、ICD�10 の CコードとDコードの一部を対象病名とした。
【結果】
地域がん登録提出件数は 2011 年度が 421 件、2012 年度が 339 件、2013
年度が 548 件であった。2012 年度から 2013 年度の主な増加理由として、
過去の登録漏れを発見できたこと、外来患者を提出することができたこ
とが挙げられる。また、検索方法に病理診断・細胞診と手術を加えたこと
で病名に「癌」が付いていない場合でも登録候補の抽出が可能になったこ
とが増加の一因となった。
【結論と考察】
ケースファインディングは地域がん登録を行う上で最初に行う基本作業
であるため、登録候補を漏れなく、効率よく、的確に見つけ出すことが求
められる。そのための手段として複数の情報を活用することが重要だと
分かった。しかし、地域がん登録に関する分析は行っていない。今後は自
院のデータ分析に取り組みたいと考えている。

P4-31-3 共済監査指摘事項ゼロを目指して

○
く ぎ お さ と み

釘尾 智実
NHO 嬉野医療センター 事務部 管理課

【はじめに】共済は支部監査と財務監査があり、平成 25 年度において当院
は財務監査を受けた。今回の監査において指摘事項が多かった扶養認定
について、問題点の分析および改善に向けて取組みを行った。指摘事項に
挙がった理由は主に次の 3つである。1．事実確認不足（担当者の確認ミ
ス）2．添付書類不備（担当者の確認ミス）3．事実発生から 30 日超えて
の届出・受理【原因分析】指摘された原因を分析したところ、担当者の単
純な確認ミスが多く認定（取消）時に誤りを防げた事例があった。【改善
方法】認定誤りを防ぐための一つ目の改善方法として、職員に扶養の認
定・取消時における必要書類を説明する際には、書類の具体例を示すよ
うにした。また、提出の際には担当者研修会等で配布された資料に記載さ
れている必要書類一覧と突合し、書類の漏れが無いか確認することにし
た。二つ目として、申立書の様式を大幅に変更し、職員が記入し易く且つ
詳細が一目でわかる様式とした。このような様式にしたことで、どのよう
な書類が必要で、添付書類に漏れが無いかどうかの確認を取り易くなっ
た。【まとめ】認定誤りを防ぐためには、担当者の認識はもちろん上席者
（出納員等）による確認体制も強化しなければならない。認定誤りは後ろ
向きな作業が発生することとなるので、事実確認・書類確認を確実に行
い監査での指摘をなくしたい。
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P4-31-4 IC カード（FeliCa）対応職員証の導入

○
おおかわ て つ お

大川 鉄雄、園部 宏明、浜田 裕也
NHO 南岡山医療センター 事務部 管理課

【はじめに】
当院では、昨年 7月の新病棟（中央病棟）の運用開始に伴い、電子カルテ
導入、院内 LAN更新など病院情報システムの一新を行った。その中で、
中央病棟におけるセキュリティ強化及び院内の各種業務の効率化を目的
に、ICカード対応職員証の導入を行った。
【検討事項】
まず、職員証の入退室権限、コスト削減策、紛失時の対応等を検討した。
権限については、関係部署と連携し最終的に職種毎 15 種類の権限を付与
した。また、氏名や顔写真の印刷は、カードに直接印字せずシールを貼布
したうえで印刷することで、繰り返し使用できるようコスト削減を図っ
た。紛失時には、本人より速やかに届出をさせたうえで、管理端末で誰も
使用できない設定とすることとした。
【運用方法】
担当者が職員情報を院内情報システムに入力し、カード発行、読込を行う
ことでその職員の ID、氏名、職種などが ICチップに記憶される仕組みと
なっている。情報を持った職員証は、正真正銘の身分証となり、システム
端末にかざせば解錠し、中央管理端末において、「いつ」「誰が」「どこに」出
入りしたかを記録・管理できる。電子カルテでの読み込みによる職員認
証、健康診断時の本人確認、院内研修時の出席確認など院内での職員認証
が可能となった。
【結果】
職員の入退室のログ管理が可能となり、また部外者が職員専用スペース
に入ることがなくなりセキュリティが格段に強化された。また、職員健康
診断時や研修時の出席確認など煩雑な作業が、バーコードを読み込むあ
るいはリーダーにかざすのみで済み、業務改善が図られた。
現在は、今年完成し、来年度から使用開始となる外来棟での運用を検討し
ている。

P4-31-5 消防訓練の毎月開催への取り組み

○
お お え けんいち

大江 健一
NHO 仙台医療センター 事務部

【はじめに】
病院には自力で歩行が困難な患者及び不特定多数のものが出入りしてお
り、火災が発生した際は、大きな被害をもたらす恐れがある。特に夜間は、
限られた人員での対応が必要である。病院は、特定防火対象物として位置
づけられ、火災予防のための措置や規制が多く定められており、消防法施
行令第 3条第 10 項では消防訓練及び避難訓練を年 2回以上実施するこ
とが定められている。
【現状】
毎年 2回の部分訓練又は総合訓練を実施している。当院は 15 の病棟があ
り、病棟単位での訓練は約 7年に 1回の周期となるが、過去に実施してい
ない病棟もある。
【取り組み】
平成 25 年 11 月から平成 26 年 3 月までの 5回、消防訓練を企画、実施。
訓練は、訓練病棟のスタッフだけではなく、病棟以外のスタッフも参加し
実施。事前の机上訓練と病棟及び防災センターで通報訓練、初期消火訓練
及び避難誘導訓練を行っている。訓練後は、アンケートを実施し、次回の
訓練への参考としている。平成 26 年は、4月と 8月を除く毎月第 3木曜日
を訓練日として計画、全ての病棟での訓練が一廻りする予定である。ま
た、夜間不在の職場からは、模擬患者として参加させるよう工夫してい
る。
【結果・考察】
現場が繰り返しの訓練により対応がスムーズになっている。机上訓練で、
前回指摘事項に対し、どのように改善していくか検討しており、訓練に結
びついている。新病院設計における防火・防災上にも反映させ、病棟ス
タッフだけではなく事務部門の防火・防災知識の向上にもつながってい
る。

P4-31-6 今、そこにある危機！大規模防災訓練で痛感し
た準備不足・課題について

○
なかむら ただひろ

中村 忠弘、原 暢応、前田 真次、井上 修平
NHO 東近江総合医療センター 事務部

当院は平成 25 年 4 月にそれまでの滋賀病院から地域の中核病院となる
べく東近江総合医療センターへと生まれ変わった。また、それに併せるよ
うに 7階建ての新棟を整備（100 床増床）するとともに大規模な外来等の
改修も実施、この 3年間で職員数や患者数は大幅に増加している状況に
ある。前記の整備に伴い、当院でも消防法に定める消防計画（防災に対す
る計画）を整備、入院患者については避難訓練等を通じどうにか対応でき
る目処は立った。しかしながら、地域の中核病院としての対応・役割につ
いては、災害等が発生した際に搬送される重傷者やウォークイン（Waik
in）による軽傷者等、多数の患者や同伴者等の受入に対応することが可能
か検証する必要があった。そのため、今回（10 月に）開催された滋賀県で
開催された近畿府県防災合同訓練・緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓
練・滋賀県総合防災訓練に当院も参加させてもらい、具体的な段取り・
スケジュールを知らせない形での患者受入訓練を行うこととした。刻々
と変化する状況の中での対応、予定通りに進まない訓練を通じ日頃の準
備・シミュレーション（ロールプレイ）が以下に大切であるかを痛感した
のでこの状況を報告するとともに、当院もそうであるように災害拠点病
院ではない医療機関でも準備できることはないかと問いかけるものであ
る。※併せて、その後、当院で取り組んでいることについても報告する。

P4-31-7 院内道路の保全を職員で行い来院時の事故を
防止する

○
たかやま はじめ

高山 一、鈴木 厚
NHO 東埼玉病院 事務部 企画課

【目的】院内の道路は管理が難しく、舗装がひび割れたりや陥没している
ことが多い。また、舗装の補修は業者に依頼すると高額なので頻繁に実施
するのが難しく、年に数回程度行うのが限度となっている。今まで、陥没
箇所による大きな事故が発生してはいないが、オートバイなどの転倒が
心配されている。道路の補修について苦情も寄せられている。職員により
安価に安全に作業できる補修材を探して頻繁に補修し、事故を防止した
い。
【問題】当院は、バスが敷地内に入ってくるため通常より道路の傷みが激
しい。バスの通行を前提にした舗装はm2当たりの単価が高額で施工は不
可能。陥没箇所も多く業者による補修を頻繁に実施するのは難しい。業者
に依頼せず職員で補修すれば、陥没箇所が発生した時すぐに対処するこ
とが可能だが、特殊な機械や器具を使用しない、簡単な作業で可能な補修
材料でないと職員で行えない。
【対策】業者やインターネットで簡易舗装や補修が可能な材料を見つける
ことができた。補修材とスコップ、固めるためにトラックなどの車両だけ
で補修が可能となった。陥没箇所の補修を頻繁に行うと、大きく深い陥没
にならないこともわかった。職員が道路を補修しながら周辺の環境の確
認することで、更なる事故防止につながった。
来院者が補修している現場を目撃することで、病院が安全に配慮してい
る印象を与えることができると考えている。実際、道路に関する苦情がな
くなった。
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P4-32-1 初めて電子カルテを導入する場合に必要なこ
と

○
なかしま まさかつ

中島 正勝
NHO 高松医療センター 事務部 経営企画室

【目的】電子カルテを導入するにあたり本当に必要な事は何か。診療ツー
ルとしての機能を議論することも重要だが、それ以前に解決すべき事を
忘れていないか。導入における職員（利用者）の不安や不満はないか。そ
して、それらの事を医療（技術）や ITの知識が無い事務職でも出来るサ
ポートはないか。【現状】『いつの間にか導入されていました。』こんな声を
電子カルテが稼働している病院で耳にする。通常この様な事が発生しな
いよう各部門から代表者を募りプロジェクトチームが立ち上がる。しか
し、その代表者が職場で会議等の内容をしっかり伝達しているであろう
か。答えはノーだ。ではその者が悪いのか、これもノーだ。そもそも伝達
など出来るわけがない。伝えなければならない情報の種類や量が多すぎ
る。また、話し合いの都度決定事項がすり替わることも普通にある。伝達
される側もどれが最新の情報なのか解らなくなる。伝える側としては本
当に決定してから伝えたい。これが現実だろう。結果、前記したとおりと
なるのは仕方がない。更に、電子カルテは情報共有のためのツールであ
る。にも関わらず導入するまでは（情報共有など）空気同然、導入後は唐
突に使えと指示される。この矛盾が解っていないから皆の不満も解らな
い。【解決】当院はそんな導入（結果）とならない様にしたい。可能な限
り目指すべき方向を全員で共有したい。その為の情報発信は必要不可欠
であり、当院なりに具現化できる手法を考えた。

P4-32-2 電子カルテ整備・導入に対する管理面からの
提唱～詰めの甘さ・失敗を繰り返さないため
に～

○
なかむら ただひろ

中村 忠弘、原 原、前田 真次、井上 修平
NHO 東近江総合医療センター 事務部 企画課

当院は平成 25 年 10 月より電子カルテへ移行、それに併せ、更新時期を迎
えていた医事会計システムをはじめとする各部門システムの整備・更新
を行った。それについては、当初、平成 24 年度中に整備する案もあり平
成 23 年度中に導入の検討が始まるも新棟への移転等諸処の事情もあり、
機構の共同調達によらない施設独自での調達（電子カルテの仕様書は機
構の共同購入で用いるものを準拠）を実施することとし、また、当初より
1年遅れでの整備にて充分な準備期間があるものと考えていたが実際に
はバタバタの導入、初期トラブルや準備不足が散見する状況であった。そ
れから半年が経過、現在ではより使い勝手のよいもの、利用する全てのス
タッフに優しいものへと改良・バージョンアップするまでに使いこなせ
る状況となっているが、この時期になって当初考え及んでいなかった・
想定していなかった問題、新たに不安を感じる部分が少なからず発生し
てきた。これらの経緯を踏まえ、次回のシステム更新時に同じ轍は踏まな
いようにすること、また、当院の状況を他の施設に参考としてもらえれば
と考え、この機会に検証を行い報告する。なお、当該整備については、しっ
かりとした計画・対応で臨めば、施設の負担・不安軽減及び診療情報の
管理・共有という点で大きなメリットに繋がるものであると考える。

P4-32-3 委譲者オーダー（医師）の未承認について

○
さ か ば ようへい

坂場 洋平、中川 博之、管 慎哉
NHO 大分医療センター 医療情報管理室

【目的】当院は平成 24 年 12 月 1 日より電子カルテ（FUJITSU EGMAIN
GX）を導入し、看護師、医師事務作業補助者等が、必要に応じて代行入
力を行っている。しかし、電子カルテ導入時期の準備不足と医師への周知
ができていなかった為に、未承認として残ってしまった。委譲者オーダー
の未承認への対策が必要と考え、取り組みを行った事について報告する。
【方法】1．未承認件数の医師別の把握 2．院内でのルール決め、副院長の
協力を得て全医師への周知 3．承認機能の把握 4．医師ごとに個別の督促
5．状況報告【結果】未承認は翌月内にすべて承認されている。実際に承
認画面に触れてみて、電子カルテの承認画面の検索機能が初期設定の状
態では、すべての未承認項目が表示されない事がわかった。医師が承認画
面を開いただけで、現在残っている未承認がすべて表示されるように電
子カルテの設定を変更した。その結果、未承認件数は格段に減った。【考
察】院内でのルールを決める事により、 医師が承認の必要性を理解した。
未承認内容について調べてみると、承認の必要性がないものに代行入力
機能を使用している事がわかり、各部署への周知・教育が今後の課題で
ある。

P4-32-4 当院における医師事務作業補助者の現状と課
題～医師の業務負担をサポートできる理想的
な体制づくりを目指して～

○
おかもと た か し

岡本 隆志、高橋 翠、竹内 亘弘、小田 秀晃、上田 和生、
山田 輝彦、高橋 忠照

NHO 東広島医療センター 事務部 企画課

現在、大中規模の民間病院においては、医師事務作業補助者を常勤職員と
して雇用し組織として実績を上げている実情がみられる。残念ながら機
構病院では、その任用制度から医師事務作業補助者は非常勤職員のみ採
用可能であり、地位及び処遇面や組織面においては未着手の部分と言わ
ざるを得ない。かかる環境において、いかにして医師事務作業補助者のモ
チベーションを高めるかが課題となっている。
当院に医師事務作業補助者という名称で採用を始めたのは、平成 20 年か
らで、それまでは、医局秘書や医療事務担当者といった面々がその役割の
一端を担っていたが、同年の診療報酬改定で医師の業務負担軽減対策と
して診療報酬面でも評価されその地位が確立された。当初は数名で始め
た業務であったが、その必要性の評価から 50 対 1、25 対 1、15 対 1 と組
織は拡大していった。（401 床：非常勤 34 名）。当然のことながら、収入
（診療報酬）と支出（人件費）のバランスでは必ずしもプラスになるケー
スばかりではないが、数字に表せない医師の業務軽減に大きく寄与して
おり、病院にとって不可欠な存在となっている。
医師からは、多大な信頼を得ているものの他部署における認識の薄さが
みられ、また個人の能力や業務に取り組む意欲に差が生じ、組織として纏
めることができていなかった。
改善策として組織の変更、個人面談の実施、処遇改善、名称変更を試みた。
今後さらに、地域での研修会、院内や学会での発表等、積極的に参加する
ことにより、質及び士気の向上に努めるとともに、組織・運用面でも向上
を図っていきたいと考える。
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P4-32-5 医師からみた医師事務作業補助者の現状評価

○
そ の だ み き

園田 美樹、片渕 茂、山下 直美、宮本 雅子、竹下 喜代美、
淵上 幸恵、林田 しのぶ、原 向見、古庄 郁代

NHO 熊本医療センター 統括診療部

【目的】当院では、現在 24 診療科に対し 43 名のドクター秘書を各診療科
に配置している。補助業務開始から約 6年経過し、医師からの現状評価を
調査した。【対象ならびに方法】ドクター秘書が補助をしている医師 119
名に対し、補助業務の現状評価と要望に関するアンケート調査を行った。
【結果】「事務作業軽減に役立っているか」の質問には、「大変役に立ってい
る」が 91％だった。「任せている業務に満足しているか」の質問は、「大
変満足している」が 78％だった。各業務の最終完成版に対するドクター
秘書下書きの完成度は「診断書下書き」が 85％、「患者呼出（医師がシス
テムにより呼出後に入室がない場合）」が 63％、「診療記録の代行入力」が
61％だった。医師が、ドクター秘書の将来補助可能と考える割合が高かっ
た業務は「診断書下書き」が 91％、「患者呼出（医師がシステムにより呼
出後入室がない時）」が 78％、「診療記録の代行入力」が 72％だった。ま
た、実現できていない割合が多かった業務は「学術活動の実績管理」（未許
可業務）46％、「DPC調査票入力」41％、「学会・出張等の各種手配」（未
許可業務）40％、「口述筆記（診察、回診等）」37％だった。【考察】ドク
ター秘書は、医師にとって大変役に立っており、任せられている業務内容
に関しても医師から高い満足度を得られた。医師の要望が高い許可業務
では、「DPC調査票入力」、「口述筆記（診察、回診等）」で、未許可で実
現可能な業務は、「学術活動の実績管理」、「学会・出張等の各種手配」で
あるが、実現するには増員が必要である。【結論】医師の満足度は高く、
全体的には十分な補助ができていた。未許可の業務に要望が高い業務が
あった。

P4-32-6 病院における社会保険労務士の役割

○
に し お ま さ お

西尾 雅夫
NHO 琉球病院 事務部

【経緯】琉球病院では平成 24 年度より事務部スキルアップ研修として事
務職員の資格取得をサポートしてきた。その結果、メディカルクラーク、
社会保険労務士、第一種衛生管理者、メンタルヘルスマネジメント検定、
簿記、秘書検定、ビジネス電話検定等ほとんどの事務職員が資格を取得
し、自己啓発に大いに貢献した。今回、その中で社会保険労務士有資格者
が病院にどう貢献できるか考察する。【意義】医療機関の慢性的な人員不
足等による長時間労働等の労務管理問題が叫ばれて久しいが、国による
「医療機関における勤務環境改善事業」の一環として、各都道府県に「医
療勤務環境改善支援センター（仮称）」が設置されることとなり、医療従
事者の労務管理はますます重要になる。また、25 年度より 60 歳から 65
歳の「無年金期間」が発生してきており、職員の年金にかかる興味が増し
ている。そういった状況の中で労務管理、年金のプロである社会保険労務
士が活躍できるのではと考えた。【具体的な取り組み】職員対象に年金に
かかる勉強会を開催した。毎回多くの職員が参加し、関心の高さがうかが
える。また、当院は精神科病院であることから、ケースワーカーや看護職
員、医事職員に障害年金の勉強会を実施することで相談の質を高め、未収
金対策の一環としても取り組むことができた。労務管理としては、「職員
満足度調査」を実施し、問題点を明確にし、効率的な改善策を実施すると
ともに「働きやすさ」を数値化することで、評価していく。【まとめ】今
後、継続的に取り組むことで、職場環境改善に貢献していきたい。

P4-32-7 4種流行性ウイルス性疾患ワクチンプログラ
ムについて

○
やまさき まこと

山崎 真
NHO 佐賀病院 事務部 管理課

【はじめに】
当院は、佐賀県唯一の総合周産期母子医療センターであり、流行性ウイル
ス性疾患による職業感染の影響は大きく、特に一昨年から流行している
風疹は妊婦及びその胎児への影響が懸念され体制の整備が急務であっ
た。4種流行性ウイルス性疾患（麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎）に
ついては、職員の抗体価検査は行っていたがワクチン接種は行っていな
かったため、平成 26 年度より罹患歴調査からワクチン接種を 1年間で行
うプログラムの運用を開始した。プログラム策定は ICTを中心に行われ
たが、事務部門も積極的に関与した。今回、事務部門の目線からプログラ
ム運用について報告する。
【方法】
平成 25 年 6 月の職員健康診断時にて全職員を対象とした 4種流行性ウ
イルスの抗体価検査を実施した。平成 26 年度にて検査結果をもとに各ワ
クチン接種の希望調査を行い年間スケジュールに従いワクチン接種を実
施し、接種後の職員の抗体価を職員健診時に測定し抗体獲得を確認する。
また、全職員の罹患歴接種歴調査を行い抗体価等とともに管理課で一括
管理することとした。
【結果】
当院全職員 412 名うちワクチン接種基準該当者は麻疹 78 名、風疹 75 名、
水痘 0名、流行性耳下腺炎 21 名であった。該当者について罹患歴接種歴
を考慮し、ワクチン接種の希望調査を実施する。対象者の中で接種を希望
しないという職員については、ICNよりヒアリングの実施を行い、未接種
者を最小限にするよう努めた。
【考察】
平成 26 年度にはプログラムの運用により職員の多くが抗体獲得すると
考えられる。今後も継続するため、より簡易な仕組で実施できるよう改定
が必要である。

P4-33-1 IGRTにおける位置照合装置の違いよるセッ
トアップ精度の基礎的検討

○
しらかた りょう

白方 良、中村 直樹、玉井 聖紀、片岡 伸子、岡平 伸介、
二見 智康、佐藤 誠

NHO 福山医療センター 放射線科

［目的］当院は昨年、放射線治療棟が建設され、新たに IGRTシステムと
してリニアック本体（Varian clinac iX）に装備されているCBCT・OBI．
EPID と、ExacTrac が導入された。この内、通常の外照射ではOBI と Ex-
acTrac を使用して IGRTを実施している。しかし、OBI では 4軸補正
（AP、SI、LR、Yaw）、ExacTrac 6 軸補正（前の 4つに加え pitch、roll）
とカウチ補正に違いがある。本検討では、ExacTrac と OBI の違いよる
セットアップ精度の基礎的検討を行う。［方法］1．骨盤ファントムを用い
手動にてカウチを既知量移動（AP、SI、LR 1、2、3、4、5mm）（Yaw、pitch、
roll 0.5̊1.0̊1.5̊2.0̊）させ実測値とした。その後、ExacTrac と OBI および
両方の 3種類で、あらかじめCT撮影したDRR画像と照合を行い、それ
ぞれの移動量および回転角度を算出した。2．臨床検討としてExacTrac
で位置照合した後OBI を撮影し、それぞれの位置照合誤差を算出した。
［結果］詳細については当日報告する。
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P4-33-2 ボーラス�皮膚間の空気層がビルドアップ効果
に及ぼす影響の検討

○
なかむら だいすけ

中村 大祐、藤渕 智康、廣瀧 康太、杉山 勉、酒井 光弘
NHO 千葉医療センター 放射線科

［背景］表在近傍まで増大している腫瘍に対しての外部放射線治療の手段
として，ボーラスを体表に置く方法がある．当院では放射線治療医の意向
により，頭部および頭頸部用固定シェル（以下，シェル）の上からボーラ
スを置く場合があり，シェルと皮膚の間に空気層が存在することがある．
［目的］ボーラスと皮膚の間に空気層が存在する場合でも，ビルドアップ
効果が有効か．また，測定により得られた結果と治療計画装置で算出した
結果とを比較検討したので報告する．
［方法］PTW社製Advanced markus chamber を用いてボーラスなし，
ボーラスあり，空気層 11mm空気層 33mmについて PDDを測定した．ま
た、治療計画用CTを撮影し，治療計画装置ELEKTA社製Xio（以下，
Xio）にて上記 4パターンのプランを作成し，PTW社製 Farmer 型 cham-
ber を用いての実測値と比較した．
［結果］ボーラスなしと比べて表面線量の増加率は深さそれぞれ 5mm，10
mmのとき，ボーラスありの場合 16.06％，2.80％，空気層 11mmの場合
15.78％，2.42％，空気層 33mmの場合 15.05％，1.76％となり，ほぼ同じ
増加率となった．Xio で得られた計算結果と実測値を比較し，相対誤差の
平均を求めたところ，ボーラスなしの場合 0.34％，ボーラスありの場合
0.80％，空気層 11mmの場合 0.90％，空気層 33mmの場合 0.62％となり，
誤差がほとんど見られなかった．
［考察および結論］ボーラス�皮膚間に空気層が存在している場合でも、高
エネルギーX線におけるビルドアップ効果の有効性を確認できた．これ
により，シェルの上にボーラスを置いて治療を行うことは十分有効であ
るといえる．しかしながら，シェルの作成時に可能な限り空気層が小さく
なるよう十分留意する必要がある．

P4-33-3 Direct TMRによるリニアックのビームデー
タ検証報告

○
は ら だ たかゆき

原田 高行1、東 智史2、森下 浩2、中出 貴久1、米澤 直史1、
川本 茂1、小畠 敏典1

NHO 金沢医療センター 中央放射線部1、
NHO 三重中央医療センター 中央放射線室2

【目的】リニアックのビームデータ収集精度は臨床の治療効果を左右する
大きな因子である。このため、ビームデータ収集は間違いが無いか細心の
注意をもって行われ、計画装置に登録しメーカー推奨の条件での測定で
の確認が行われている。今回、メーカー推奨条件にプラスしDirect TMR
によるビームデータ検証を行ったので報告する。【方法】校正用水ファン
トムにビームデータ収集時と異なる電離箱を挿入し、6MVと 10MV�X
線をオープンと物理ウエッジ有において様々な照射野サイズと水位に変
更しDirect TMR測定を行った。なお、ウエッジの挿入方向は敢えてビー
ムデータ収集時と反対とした。収集した PDDから 3D水ファントムのソ
フトで変換したTMR（Cal TMR）とDirect TMRの比較を行った。また、
Direct TMRの測定データから得られた Scp とWedge Factor をビーム
データ収集時のものと比較した。【結果】Cal TMRと求めたDirect はオー
プンと物理ウエッジ有の共に良く一致した。また、Direct TMRの測定
データから得られた Scp とWedge Factor もビームデータ収集時のもの
と良く一致した。【結論】Direct TMR測定を行うことで、収集した PDD、
Scp、Wedge Factor の確認を簡便にすることができた。また、ウエッジ方
向を反対にしても PDD、Scp、Wedge Factor が一致することから物理ウ
エッジの設置精度の確認もできた。発表まで日があるため、更に検討をし
たい。

P4-33-4 IMRT線量解析システムの評価

○
まえみち と も や

前道 智也、島 勝美、長内 秀憲、福士 浩孝、田中 知、
齋藤 優一、松下 典弘、柴山 航平

NHO 北海道がんセンター 医療技術部 放射線科

【背景及び目的】強度変調放射線治療（IMRT）による出力は直線加速器の
X線出力と照射口に取り付けられたMulti Leaf Collimator（MLC）によっ
て決定される。MLCは X線照射中に連続的に移動し照射開度を変化させ
X線強度を変調する。従って IMRTの出力は加速器の安定性、MLCの位
置精度などによって影響される。IMRT出力の解析は患者に正しく放射
線が投与されるかを確認する重要な行為であるが、その評価方法は定
まっていない。本研究の目的は IMRT出力に意図的な誤差を与え、QA
における線量検証システムを評価する事である。
【方法】放射線はClinac600C�Dより発生する加速エネルギー 6MV�X線
を用いた。IMRT出力は治療計画装置Eclipse によって作成した。作成し
た計画に対し任意の誤差を設定した（MLC位置＋2mm，MLC位置＋4
mm，処方線量＋3％，コリメータ角度＋2̊，コリメータ角度＋5̊）。誤差を
含まない計画をリファレンスとして当院のQA方法に従って治療計画を
評価した。
【結果】電離箱線量計を用いた吸収線量差 3％以上を不合格とした判定方
法では、MLC＋2mmが 5.3％、MLC＋4mmで 10.5％、線量 3％増加が
3.1％と誤差を感知した。しかし、コリメータ角度＋2̊ 及び＋5̊ の誤差は
感知できなかった。フィルムを用いた線量分布検証におけるガンマ解析
法（線量差 3％、線量の位置誤差 2mm）95％以上を合格とした判定方法
ではMLC＋2mmでは頭頚部のプランで 93.8％と不合格を感知したが、
前立腺の計画では 97.1％で合格し、設定した誤差を感知できなかった。
MLC＋4mm、コリメータ＋5̊ の誤差は感知できたが線量増加 3％とコリ
メータ＋2̊ の計画は感知できなかった。5項目の誤差に対して当院で行わ
れている線量検証は 4項目を感知する事が可能であった。

P4-33-5 横方向からのスプリットフィールド法を用い
たMLC位置の調整法

○
たかやま しゅんた

高山 俊太、池田 剛、村上 幸一、遠藤 晃子、三品 昌仁、
佐藤 弘教

NHO 仙台医療センター 放射線科

【背景・目的】強度変調放射線治療（以下 IMRT）は、治療計画や品質管
理�品質保証（QA�QC）が適切行われていないと治療成績の低下・有害事
象の増加をもたらす危険性をはらんでいる。マルチリーフコリメータ
（MLC）もその重要な部分の一つであり、精度の高い管理が必要とされて
いる。当院で行っているDynamic MLC（DMLC）方式の IMRTでは、MLC
の位置精度のわずかなズレが線量分布と照射野内の投与線量の双方に大
きな影響を与えてしまうためMLCの調整は厳密に行う必要がある。今回
は横方向からのスプリットフィールド法を用いたMLC位置の調整法を
行ったので報告する。【方法】照射野 10cm×10cmに設定する。フィルム
をビーム軸に対して垂直なアイソセンター面に設置する。A�side と B�
side それぞれのMLCで照射野の半分を閉じ、ガントリー角度 90̊ と 270̊
方向からX線を照射する。フィルムから目視によりずれがある場合、
MLCのアライメント調整（skew調整・Off set 調整・ギャップ幅調整）を
行い、同様に測定する。【結果】従来行われている光照射野を使った方法
より、MLCのアライメントずれを認識しやすくなった。さらにMLCの自
重を加味した調整や実照射野での評価が可能であるため、より精度良く
調整を行うことができた。【結論】横方向からのスプリットフィールド法
で調整を行うことによって、MLC位置の調整を精度よく行うことができ
た。
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P4-34-1 放射線治療から小児の歯と水晶体を防護する
装置を適用した1例

○
かなざわ は な え

金沢 英恵1、馬場 祥行1、宮新 美智世2、工藤 みふね1、
和田 奏絵1、内藤 りょう3、北村 正幸3、正木 英一3

国立成育医療研究センター 感覚器・形態外科部 歯科1、
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 小児歯科学分野2、
国立成育医療研究センター 放射線診療部3

【目的】近年、小児がん患児は、集学的治療の進歩により長期生存例が増
加している。それに伴い、歯科領域では歯が作られない、顔面の醜形等、
放射線治療の晩期合併症に関する多数の報告がある。そこで、演者らは小
児に対する放射線から発育中の正常組織を防護するアテニュエーターの
研究開発を行い、タングステンシートⓇの優れた電子線遮蔽効果を確認し
た。今回、我々は、放射線感受性の高い歯と眼球水晶体を電子線の照射領
域に含む症例に対し、電子線の防護を目的としてアテニュエーターを臨
床適用したので、前報に引き続き経過を報告する。
【症例】2歳 4か月の女児。生後 8か月頃、右鼻外側の皮下結節に気づき、
除々に増大したため 1歳 0か月時に他院受診し、生検にて横紋筋肉腫胞
巣型と診断された。1歳 1か月時に当センター転院となり、化学療法の後、
1歳 5か月より電子線治療（1.8Gy�日、25 回）を行った。その際、アテニュ
エーターを作製し、口腔内ならびに右側眼球水晶体と眼瞼間に装着した。
【照射後経過】口腔内では、上顎乳犬歯、第一乳臼歯の萌出は、アテニュ
エーター装着側が防護しない側に比べて日本人の平均萌出時期に近かっ
た。現在、右眼に白内障の所見はないが、本人より眩しいとの訴えや涙線
の緩みが認められる。また、照射野に含まれ、防護できなかった右鼻は鼻
粘膜の発赤が継続している。
【考察とまとめ】口腔内については、アテニュエーター装着の安全性と防
護性能が確認された。しかし、眼科領域については、放射線性角膜症の要
素と眼瞼の閉鎖不全のための兎眼の症状との複合的な要素が考えられる
角膜症が持続しており、今後、より長期の観察を継続する予定である。

P4-34-2 サイバーナイフシステムにおけるビームデー
タ測定

○
い わ せ たくみ

岩瀬 巧、濱田 稔、坂本 恵美、岡本 裕之、加藤 融、
阿部 容久、伊丹 純

国立がん研究センター中央病院 放射線治療科

【背景・目的】
当院では 2014 年 4 月よりサイバーナイフでの治療を開始した。サイバーナイフは，ア
イソセンタが無く，5 mm～60 mmの小照射野を使用する特殊な装置である。装置受入
れにあたり様々な検出器でTMR，OCR，OPFを測定し，比較を行ったので報告する。
【使用機器】
・サイバーナイフ ラジオサージェリーシステムVSI（6MV，1000MU�min）Accuray
社製
・MP3 3 次元水ファントム PTW社製
・検出器
EDGE Detector
TM60017 Dosimetry Diode E
TM60019 microDiamond
TM31016 Pinpoint 3D Chamber
【方法】
1．TMRの測定
MP3 の Direct TMR法で取得した（深さ 0～300 mm）。検出器はDiode と Pinpoint 3
D を使用。条件：SCD＝800 mm，コリメータ＝φ5 mm～φ60 mm
2．OCRの測定
検出器はDiode と microDiamond を使用。条件：SSD＝800 mm，深さ＝15，50，100，
200，300 mm，コリメータ＝φ5 mm～φ60 mm
3．OPFの測定
体積平均効果の影響を評価するため，4種検出器の出力係数を調べた。条件：SCD＝
800 mm，depth＝150 mm，コリメータ＝φ5 mm～φ60 mm
【結果・考察】
1．Diode と Pinpoint 3D では φ60 mmにおいて，深さ 50 mmで�0.6％，深さ 200 mm
で 1.5％の相違があった。深くなるにつれ，Diode のエネルギー依存性があると考えら
れた。
2．microDiamond は Diode に比べると有感面積が大きく，ペナンブラが大きくなる傾
向があったが，実際の臨床に用いるコリメータサイズでは問題とならない差であった。
3．EDGE Detector と Diode は同様なOPFとなった。前述 2種に比べ，microDiamond
と Pinpoint 3D では φ20 mm以下で体積平均効果の影響が現れた。特に Pinpoint 3D
では顕著に現れ，他の検出器に比べ約 3～30％の相違が確認できた。

P4-34-3 前立腺 IMRTにおける金マーカーによる
IGRTの照合精度の検討

○
か ん だ だいすけ

神田 大介1、楠 輝文1、菅原 崇1、岩間 拓也1、近藤 雅哉1、
澤田 園恵1、加藤 融2、萬 篤憲1、服部 一宏1

NHO 東京医療センター 放射線科1、国立がん研究センター中央病院2

【目的】当院では、前立腺 IMRTに対して金マーカー（VisiCoil：セティ社
製）を 3本前立腺内に留置させ、画像誘導放射線治療（以下 IGRT）を施
行している。金マーカーによる IGRTの照合精度とその安全性について
検討したので報告する。
【方法】直線加速器はClinac iX（Varian 社製）で、2013 年 5 月から同年
10 月まで金マーカー留置で前立腺 IMRTを施行した患者 7名（照合回数
53 回）を対象とした。まず皮膚マーカーでセットアップし、ExacTrac
システム（BrainLab 社製）で骨照合による 6軸補正を行い、その後同シ
ステムで金マーカーによる 3軸補正を実施した。次にOn Board Imager
（Varian 社製）を用いてCone Beam CT（以下 CBCT）を撮影し、金マー
カーの 3軸補正量を計測した。全症例のCBCTでの 3軸補正量の平均、
標準偏差、最大値を算出し、これを金マーカー照合での IGRTの照合精度
として評価した。
【結果・考察】各方向の（平均±標準偏差、最大値）はそれぞれVrtical；
（0.6 mm±0.7 mm、3 mm）、Long；（0.5 mm±0.7 mm、4 mm）、Lateral；
（0.1 mm±0.2 mm、2 mm）であった。金マーカー留置での IGRTの照合
精度は 1 mm以内であり、1名の患者にのみ最大が 4 mmだった。これは
膀胱の蓄尿量や腸管の影響により一部の金マーカーが変位したためと考
える。
【結語】前立腺 IMRTにおける金マーカーによる IGRTの安全性が確認で
きた。ただし、体内の状態で金マーカーが変位することが考えられ、適切
な前処置や定期的なCBCTで金マーカーの位置確認することが重要であ
る。

P4-34-4 陽子線治療での食道癌つなぎ照射法における
患者位置に関する検討

○
も が き た つ や

茂垣 達也、秋田 経理、良知 寿哉、松川 弘幸、堀田 健二、
木藤 里恵

国立がん研究センター東病院 放射線治療科

【目的】食道癌に対する陽子線治療は心臓や肺臓への線量を低減でき、心
機能、肺機能の悪い患者への治療法として期待されている。予防領域を含
む食道癌の放射線治療は体軸方向に長い照射野となるが、陽子線治療の
最大照射野は一般的に小さく、体軸方向でつなぎ照射を行う必要がある。
その場合、食道への根治線量部分にて照射野をつなぐことになるので、つ
なぎ目の評価は重要である。今回は、陽子線治療での食道癌つなぎ照射法
を確立するために、つなぎ目を合わせるための寝台精度と、治療中の患者
体動を評価し、位置ずれによる線量誤差を踏まえて、陽子線での食道癌つ
なぎ照射法の検討を行った。
【方法】寝台精度は寝台上にX線定規を設置し、寝台前後方向を 5，10，
170，�170，200，�215mm駆動させDigital Radiography により 3回測定
した。寝台駆動量の測定にはMedcom製 VeriSuite を用いた。次に、患者
体動としてリニアックによる体幹部定位放射線治療で用いている吸引式
固定具での評価を行った。撮影は in�room CT（東芝製AquillionLB）を用
い、データ数 23（6 人）、治療前後の約 40 分での椎体位置を解析した。
【結果】寝台誤差は最大 0.6mm、たわみが 0.5mmであった。患者体動は最
大で前後 2mm、左右 3mm、上下 2mmであった。
【結論】治療計画装置での計算では寝台前後方向での位置ずれが照射野が
重なる方向に 3mm発生した場合その線量誤差は 9％であり、当院ではこ
の 3mmまでを許容値としている。結果より寝台精度と患者体動はこの許
容値内であった。今後このデータを元に陽子線治療での食道癌つなぎ照
射法の検討を進めていく。
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P4-34-5 EBT3を用いた線量分布検証におけるスキャ
ン条件の検討

○
わたなべ ゆうすけ

渡邊 有輔、高橋 真一、喜久村 力、村田 美幸、阿部 直也、
土田 吉弘

NHO 埼玉病院 放射線科

【背景】当院では 2013 年 8 月より前立腺がんに対する IMRTを開始した。
IMRT検証としてEBT3 フィルムを用いた線量分布検証を行っている。
フィルムスキャンでは、モアレ、位置依存性、方向依存性、反り等の注意
点がこれまで報告されている。【目的】当院でのフィルム検証方法が適正
な条件であるかを確認すると同時に、より良いスキャン条件がないか検
討する。【方法】Siemens 社製 Oncor を用いて IMRT線量分布を取得し、
以下の配置条件 1～5でスキャンを実施した。スキャナ天板上に 1．EBT
3 のみ配置、2．無反射ガラス（2mm厚）、EBT3 の順に配置、3．EBT3、
高透過ガラス（3mm厚）の順に配置、4．無反射ガラス、EBT3、高透過
ガラスの順に配置、5．4の条件下にてEBT3 の周りに遮光シートを配置
した。スキャン方向はすべて同一方向とし、配置位置は天板中央とした。
以上より線量分布を γ解析（閾値：30％，3％�2mm）し、結果を比較した。
また、フィルムの反りによる影響、モアレ発生の有無、線量 profile につ
いても比較検討した。【結果・考察】各条件における線量分布の γ解析の
結果は、1．96.09％、2．97.77％、3．95.25％、4．98.48％、5．98.02％と
なった。高透過ガラス未使用の 1.2 ではフィルムの反りによる影響が認め
られたが、当院規定の閾値にてカットされ他条件との差が現れなかった。
また、1～5においてモアレの発生は認めなかった。4では反りによる影響
がなく、γ解析、線量 profile の一致も良好であった。5では、γ解析の結
果は 4と同程度であったが、線量 profile については低線量域から一致し
ている印象を受けた。【結論】当院フィルム検証方法でのスキャン条件 4
は、適正条件であると確認できた。今後症例を増やし追検討を進めたい。

P4-35-1 ドパミントランスポーター・イメージング
（DATスキャン）の初期経験

○
も も せ みつひろ

百瀬 充浩1、古川 智子1、大原 慎司2、武井 洋一2

NHO まつもと医療センター 松本病院 放射線科1、
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 神経内科2

2014 年 1 月から本邦で使用可能となった I�123�ioflupane を用いたドパ
ミントランスポーター・イメージングの初期経験を発表する。同シンチ
グラフィの読影としては、定性的評価と定量的評価があるが、後者のため
の施設としての標準値（正常値）が必要である。また、臨床症例の検査を
開始する前に撮像の訓練も必要と考え、当施設医療職員の希望者（19 人）
を募りスキャンを行った。その結果、specific binding ration（SBR）の標
準値としては 5.83～8.65 の値が得られた。臨床症例としては、2014 年 5
月 23 日現在、パーキンソン病の患者 24 人、多系統委縮症 1人、皮質基底
核変性症 1人に施行した。パーキンソン病のうちの 4人はパーキンソン
病とは考えにくい高 SBR値（5以上）を呈した。これらはいわゆる scan
without evidence of dopaminergic deficits（SWEDDs）と考えられた。
DATスキャンでは妥当な結果であったが、I�123�MIBGでは異常がな
かった者が 3人いた。パーキンソン病では症状が出ている上下肢の対側
の線条体の集積が同側より低下すると報告されているが、同側が低下し
た者が 3人いた。一概にパーキンソン病と言ってもいくつかのサブグ
ループの集合体と考えられているが、我々のDATスキャン初期経験か
らもその可能性が示唆された。

P4-35-2 ダットスキャン検査における定量的指標につ
いて～ダットスキャン診断支援ソフト
（QSPECT）を使用して～

○
に ほ ただのり

二保 忠紀、千上 将邦、泉 登久、大道 秀敏、池田 敏夫、
熊副 洋幸

NHO 大牟田病院 放射線科

【目的・方法】当院では、今年 2月よりダットスキャン検査を開始した。
この検査はパーキンソン症候群およびレビー小体型認知症の疾患の診断
を対象とする。今までは、MRI や CTなどの画像評価と臨床症状から診断
されていたが、他の類似疾患との鑑別が困難なことも少なくなかった。
パーキンソン症候群およびレビー小体型認知症は、黒質線条体ドパミン
神経細胞の変性する運動失調疾患であり、ドパミン神経細胞は大脳基底
核にある線条体の尾状核と被殻からなる。その神経終末に存在するドパ
ミントランスポーターの密度変化を SPECT画像として作成する。一般
的に核医学検査で得られた画像はまず各施設でさまざまの画像処理の検
討を行う。その施設で画像を評価するだけであればその検討のみでよい。
読影は視覚による主観的な評価のみである。しかし、このダットスキャン
診断支援ソフト（QSPECT）を使用することにより、画像が定量化（spe-
cific binding ratio（SBR値））され、より客観的な評価が可能となり、施
設・機種を選ばない再現性ができ、施設間格差を解消することが可能と
なる。【検討】対象疾患をパーキンソン病およびレビー小体型認知症を対
象とし、QSPECTを使用し、定量化を行い SBR値を算出した。ここで正
常と異常を分ける閾値をメーカ推奨の 4.0 と設定し、視覚的評価と定量的
評価の間に差がないかを検討を行い、報告する。

P4-35-3 当院における線状体イメージング画像再構成
FBP法とOS�EM法の基礎検討

○
や ま だ てつひろ

山田 哲弘、白坂 雅哉、遠藤 沙瑛子、倉島 勝治、松永 太、
椎名 丈城

NHO 横浜医療センター 放射線科

【背景】近年，高齢化社会を迎える日本にとって認知症は大きな問題にな
りつつある．2014 年 1 月，日本メジフィジックス社より脳疾患診断薬が発
売された．この薬品は日本でまだ発売されたばかりのため，線条体
SPECTの報告例は少ない．今回当院も 2014 年 3 月より薬が導入され，検
査を行える環境となった．【目的】線状体 SPECTにおける画像再構成を
FBP法とOS�EM法の処理に分け，比較・検討したので報告する．【方法】
機器は SymbiaS（Siemens），線状体ファントム（NBS社製），臨床画像を
使用した．1）SPECT線状体ファントムに123I を注入し，収集を行いFBP
法とOS�EM法にて画像再構成し，比較検討した．2）SPECT検査の臨床
例を用いて，FBP法とOS�EM法にてそれぞれ画像再構成し，比較検討し
た．【結果・考察】1）OS�EMの処理において線状体ファントム画像では，
線状体中心から被殻の一部に，左右差のある集積低下部位が見られた．2）
臨床画像でも同様の現象が得られた．しかし，線条体に集積しない場合の
症例もあり判断に困った例もあった．両者における原因として，線条体の
構造による部分容積効果と統計誤差の影響によるものと考えられる．【結
論】線条体イメージング SPECTにおいて当院の再構成条件では，OS�EM
法によりもFBP法の方が有効である．
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P4-35-4 ドパミントランスポーターイメージングにお
ける異なる装置・コリメータでの比較、検討

○
さ く ま のぶひこ

佐久間 信彦、近藤 浩、屋宜 直行、俵 由希子、服部 一宏
NHO 東京医療センター 放射線科

【目的】線条体模擬ファントムを用いて、ドパミントランスポーターイ
メージングにおける異なる装置・コリメータでの比較、検討を行った。
【方法】まず、線条体を模擬したファントムを用い、装置はE・CAM
（TOSHIBA）と Bright View（HITACHI）を使用、それぞれ 2種類 LEHR
（Low Energy High Resolution）・LMEGP（Low�Medium Energy General
Purpose）と CHR（Cardiac High Resolution）・LEGP（Low Energy Gen-
eral Purpose）のコリメータで撮像を行った。撮像したデータから特異的
結合比（SBR : Specific Binding ratio）を算出し、それぞれのコリメータに
ついて比較し、各装置で使用するコリメータを決定した。次に、LMEGP
（E・CAM）と CHR（Bright View）について比較、検討した。
【結果】E・CAM（TOSHIBA）では LMEGPが、Bright View（HITACHI）
では CHRがそれぞれ使用したファントムのRI の比に近い値となった。
また、LMEGPと CHRでの比較では、LMEGP（E・CAM）で収集を行っ
た方が、使用したファントムのRI の比に近い結果となった。
【結論】当院で撮像した結果、E・CAMでは LMEGP、Bright View では
CHRの 123I 専用コリメータでのデータが、封入したRI の比に近い値と
なった。

P4-35-5 コリメータの違いがドパミントランスポータ
イメージング画像に与える影響

○
ひ さ き ゆ う や

久木 裕也、飯塚 一則、家田 敏孝、平田 佳子、桜井 亘平、
伊藤 綾乃、滝澤 秀喜

NHO まつもと医療センター 松本病院 放射線科

【背景と目的】線条体ファントムを用い線条体とバックグラウンド（BG）
の放射能比を 8 : 1 に設定し、Low Energy High Resolution（LEHR）コリ
メータと Low�Medium Energy General Purpose（LMEGP）コリメータが
画像に及ぼす影響につての検討はすでに行われている。しかし放射能比
を変化させ、両コリメータが画像に及ぼす影響についての検討は今のと
ころ見受けられない。そこで本研究は線条体ファントムの放射能比を変
化させた際の specific binding ratio（SBR）の変化および画像に与える影
響について検討することとする。【方法】線条体とBGの放射能比を 8 : 1、
6 : 1．4 : 1、3 : 1、2 : 1 になるようファントムに放射性医薬品（I�123）を
封入し、LEHR及び LMEGPを用いて撮像、画像処理を行い、SBRを算出
した。また再構成した線条体描出Axial 画像上でプロファイル曲線を描
き、FWHMを算出して画像の分解能評価を行った。【結果】既知の放射能
比から得られた理論上の SBRと実験結果から得られた SBRの関係を近
似 式 LEHR : y＝0.9272x＋0.1222（R^2＝0.9972）、LMEGP : y＝1.0656x�
0.0902（R^2＝0.9986）を得ることができた。また SBRは高放射能比領域
で LEHRは理論値と比べ低く、逆に LMEGPは理論値より高い傾向を示
した。分解能指標であるFWHMの結果では、LMEGPと比較し LEHR
の方が特に低放射能比領域で分解能が良好な画像を得ることができた。
しかし、カウント数を比べると LMEGPの方が 1.5 倍程度多く、S�Nの良
い画像を得ることができた。【結語】LEHR、LMEGPの違いによる SBR
値の変化及び画像上に現れる分解能、S�Nの変化を本研究で確認するこ
とができ、本検査画像における各コリメータの特性を提示することがで
きた。

P4-35-6 当院におけるドパミントランスポーターイ
メージングの画像再構性法についての検討

○
えんどう さ え こ

遠藤 沙瑛子、白坂 雅哉、山田 哲弘、松永 太、倉島 勝治
NHO 横浜医療センター 放射線科

［目的］当院ではH26 年 3 月よりパーキンソン症候群及びレビー小体型認
知症の診断を目的にイオフルパン 123I の検査を開始した。現在フィルタ
逆投影法（FBP）で再構成し、線条体とバックグラウンドの放射能比（Spe-
cific Binding Ratio［SBR］）を算出している。今回、逐次近似法（OS�EM）
の Subset と Iteration を変化させ FBPに近い画像と SBRが得られるか
検討を行った。［方法］線条体ファントムに線条体とバックグラウンドの
放射能比が 10 : 1 になるよう 123I 水溶液を封入し、低エネルギー用高分
解能型コリメータ（LEHR）で撮像を行った。得られた投影データをFBP
と 2D OS�EMで再構成を行った。2D OS�EMでは Subset と Iteration
を変化させ 42 種類の画像を作成した。なお吸収補正、散乱線補正は行わ
なかった。得られた SPECT像の同一スライス間でVOI を設定し SBR
を算出し評価を行った。また SBRが FBPに近い Subset と Iteration の
組み合わせを用いて臨床画像でも検討を行った。［結果］2D OS�EMでは
Subset と Iteration の積である更新回数が 18～60 の 6 種 で FBPの
SBR±10％の値が得られた。更新回数が少ないと、線条体が左右で分離で
きず脳実質もぼやけた画像になった。一方 Subset と Iteration の数が多
いと線状体が上下に分割した画像になった。臨床データでも SBRは FBP
と更新回数が適切な 2D OS�EMに依存しなかった。［考察］SBRの結果と
画像の視覚的評価から、当院の装置における 2D OS�EMの再構成パラ
メータは Subset3 と Iteration8 が適すると考えられる。2D OS�EMでは
処理条件によって得られる画像が大きく変わるので、適切なパラメータ
の設定が必要である。定量評価を継続的に行うには、画像の変動が少ない
FBPで行うことが望ましいと考えられる。

P4-36-1 距踵関節撮影法の検討―第二報―

○
きくかわ あ や こ

菊川 絢子1、西野 敏博1、伊藤 篤1、片倉 和雄1、上垣 忠明2、
和田 恵子3

NHO 京都医療センター 統括診療部 放射線科1、NHO 和歌山病院2、
NHO 福井病院3

【目的】前回，距踵関節撮影において用いているアントンセン氏法の再現
性を得るため，ポジショニングを検討し標準化を図った．しかし再撮影に
おける修正方法は見いだせていなかった．そこで今回，以前の撮影方法の
再構築および修正方法の検討を行う．【方法】1）メルクマールの検討距踵
関節に近く触知しやすい部位について，足根洞が最もよく見える角度か
ら 90̊ 上より見たときの足根洞を通過する線と各部位がなす角度につい
てCT3D画像より検討する．2）X線の入射角度の検討両距踵関節が最も
よく見える角度から 90̊ 踵側より観察したときの足底面とカセッテのな
す角度についてCT3D画像より測定および検討する．3）修正パターンの
作成 1，2の結果をもとに再撮影における修正方法を検討する．【結果】1）
角度のバラつきが小さく触知しやすい足関節側面をメルクマールとし
た．2）X線入射角度の最頻値は 20̊ であった．3）1）の結果より足関節側
面をカセッテより 35̊ 内旋が最頻値であった．またこれを中点とした±
10̊ のピークをもつ 2峰性のグラフを得たことから，中距踵関節が狭い場
合は 45̊ 内旋，足根洞に歪がある場合は 25̊ 内旋で撮影することで，足根
洞の描出能が向上した．2）の結果よりX線入射角度が最頻値以上となる
のは全体の 15％程度だったことから，基準撮影の画像において足根洞に
歪がある場合などはX線入射角度を 10̊ で撮影すると画質が向上した．
これらをまとめて修正方法のフローチャートを構築した．【結語】今回の
検討において当院に合ったメルクマールが提案できた．修正パターンを
作成することができた．これにより，アントンセン氏撮影法の標準化が図
れ，有効かつ再現性の高い撮影方法が可能となった．
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P4-36-2 屈曲制限がある患者の尺骨神経溝撮影法の検
討

○
や し ま たく

屋島 拓、米倉 実、星 和寿、丸山 乃里子、池田 一秋
NHO 沼田病院 放射線科

【目的】尺骨神経溝のスタンダードな撮影法では、座位で肘関節の鋭角な
屈曲が求められる。撮影時に屈曲時の疼痛や骨折等の外傷がある場合、肘
関節の鋭角な屈曲や座位での撮影が困難となる。そこで、外傷患者が背臥
位である場合も考慮に入れ、肘関節の軽度な屈曲での尺骨神経溝撮影法
を検討したので報告する。【方法】1．肘関節の屈曲角度 30̊,40̊,50̊,
60̊,90̊,120̊ で CT撮影し、作成した 3D�CT画像により屈曲角度の変化に
よる尺骨神経溝の描出を確認する。2．方法 1より尺骨神経溝の描出可能
な最小屈曲角度を決定し、3D�CT画像からX線入射角度 0̊ とした場合
のポジショニングの角度を導き出す。3．求めた角度によるポジショニン
グでX線撮影し、尺骨神経溝の描出を評価する。【結果・考察】3D�CT
画像から肘関節の屈曲角度 50̊ 以下では、肘頭や滑車切痕の辺縁が尺骨神
経溝に重なる部分があり、屈曲角度 60̊ 以上であれば描出可能であること
を確認した。よって、屈曲角度 60̊ での X線撮影法を検討し、3D�CT
画像からポジショニングの角度を求めた結果、上腕の拳上角度 22̊、前腕
の拳上角度 31̊、上腕の外転角度 60̊ であった。求めた角度によるポジショ
ニングでX線撮影した結果、良好な尺骨神経溝の描出が得られた。しか
し、4点の角度調整は簡便さに欠け、不安定な体位であるため撮影補助具
を作成した。【結語】当初の目的であった軽度な屈曲では尺骨神経溝の良
好な描出は得ることができなかったが、屈曲角度 60̊ で尺骨神経溝撮影法
を示すことができた。また、撮影補助具の作成により、角度調整の簡便さ
と患者負担の軽減を図れた。

P4-36-3 放射線科内電気火災リスク調査

○
き す こ う た

木須 康太1、森 真吾2、田中 美沙紀1、森部 彩花1、木村 百恵1、
今田 美香1、太田 一郎1、麦田 計介1、井上 行男1、高橋 晃1

NHO 佐賀病院 放射線科1、NHO 佐賀病院 臨床工学技士室2

【目的】近年、電気火災が原因と思われる病院火災が起きている。病院火
災が起こるとその被害は計り知れない。しかし、電気火災に対するスタッ
フの意識はあまり高くないと思われる。特に放射線科は、医療機器を多く
使用しており電気火災リスクが高い。今回、放射線科内の電気火災リスク
調査を行ったので報告する。【方法】1、放射線科内において、最大入力電
流の合計値が定格電流を超えていないか調査を行った。2、放射線科内に
おいて、トラッキング現象が起きるリスクを調査した。【結果】1、最大入
力電流の合計値が定格電流を超えている場所が見つかった。2、トラッキ
ング現象のリスクとなる、コンセント周囲の埃や電源プラグ抜けかけが
多く見られた。【考察】放射線科は医療機器を多く使用しており過電流が
起きやすい環境下にあると考えられる。また、電源が日頃目に付かない場
所にあるためトラッキング現象のリスクが高まると考えられる。今後は
定期的に確認を行うことが重要だと考えられる。【まとめ】今回放射線科
内の電気火災リスク調査を行うことで、電気火災リスクが低下した。ま
た、スタッフの電気火災に対する意識が向上した。

P4-36-4 ポータブルX線撮影におけるWFPDシステ
ムと無線RIS運用の検討

○
い し い なおし

石井 直、小田 恵子、田盛 雅英、好村 尚記、杉浦 大貴、
田坂 聡、姫野 敬

NHO 呉医療センター 中央放射線センター

［背景］当院では、Computed Radiography（以下 CR）システムを使用し
ていたが、画質と撮影効率の向上、被曝低減を目的に更新を行い、Wire-
less Flat Panel Detector（以下WFPD）システムを導入した。特にポータ
ブルX線撮影では、従来時間が掛かっていた画像提供を、出来るだけ早く
することを目指した。［目的］WFPDシステムと連携出来るように放射線
情報システム（以下RIS）を無線化し、通常の依頼撮影だけでなく、緊急
性の高い依頼撮影に対しても迅速な画像提供が出来るようなシステム運
用を検討したので報告する。［結果］当初計画していた運用では、システ
ムの通信状態が不安定な場合、対応が困難となったためシステム及び運
用を見直した。これにより、CRシステムでは多数の患者を撮影後にまと
めて画像配信するため、かなりの時間を要していたが、WFPDシステム
では撮影直後の画像配信が可能となった。緊急性の高い撮影に対しても
迅速な画像提供ができている。［結論］WFPDシステムと無線化したRIS
を連携させることにより、迅速な画像提供ができるようになった。システ
ム導入においては、事前に十分な通信環境のテストが必要である。また、
導入後においては柔軟な運用の見直しが必要である。

P4-36-5 当院NICUポータブル撮影の標準化

○
せ お た か し

瀬尾 貴志、二見 智康、高木 一成、玉井 聖紀、佐藤 誠
NHO 福山医療センター 放射線科

【背景】現在、当院NICUポータブル撮影において、基本となる撮影条件
は決定しているが、体格や体重には対応しておらず撮影者が任意に微調
整する必要があった。そのため経験などの違いから撮影者間で撮影条件
に差が生じる場合が示唆された。今回我々は、FCRの S値を指標として
用い体重に応じた撮影条件を決定しNICUポータブル撮影の標準化を
図ったので報告する。【方法】平成 25 年 5 月から平成 25 年 7 月で患児 122
名の撮影を行い、患児の体重、撮影条件、S値（FCR）、撮影パターンを
記録し、S値のバラツキを調査した。X線装置の各撮影条件（管電圧・
mAs値）における 5cm厚アクリルファントムの透過線量（mR）を測定し
た。調査及び測定結果を基に、患児の体重を 5つの領域に分け S値が 200
から 300 になるような撮影条件を決定した。調査結果を基に体重別の撮
影条件を決定した。決定した撮影条件で、平成 25 年 8 月から平成 26 年 1
月で患児 122 名の撮影を行い、体重、撮影条件、S値（FCR）、撮影パター
ンを記録し、S値のバラツキを調査した。【結果】S値は撮影条件決定前で
平均 263.5、標準偏差 64.9 であった。撮影条件決定後では平均 271.3、標準
偏差 46.0 であった。体重に応じた条件で撮影することで S値のばらつき
が減り、大半が当院で妥当と考える 200～350 の範囲で安定した。
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P4-36-6 FPD搭載移動型デジタルX線撮影装置導入に
よる業務改善について

○
し ば た て つ や

柴田 哲弥、森元 勝浩、森下 浩、藤澤 洋幸、東 智史、
内藤 明日香、岩崎 梓、和田 聖也、嶋田 博

NHO 三重中央医療センター 中央放射線室 診療放射線技師

【目的】
従来、当院のポータブル撮影は、FCR用 IP カセッテを使用し撮影を行っ
ていた。
今年 3月、従来のポータブル撮影装置が老朽化してきたことから、業務の
効率化および画質の改善を考慮してFPD搭載移動型デジタルX線撮影
装置を 3台導入した。装置更新前後における業務効率について撮影から
読み取り、PACSへの送信までの時間と実際業務に従事している技師へ
のアンケートを分析した結果、業務の効率化について大幅な改善が見ら
れたので報告する。
【使用機器】
1．FCR
2．FPD搭載移動型デジタルX線撮影装置（CALNEO Go＋CALNEO C）
3．通信網：電子カルテ用無線 LAN
【結果】
1．新旧システムでの 1件あたりのポータブル撮影業務にかかる時間を計
測した結果、緊急の場合でも読み取りに戻る必要がなくなり、業務の効率
化ができた。
2．小児科医が行っていたNICUでの撮影を、ポータブル担当者が撮影で
きるようになり医師の負担軽減が出来た。
3．カテーテルの先端確認などは、ほぼ瞬時に画像を確認でき、検査や処
置がスムースに行うことができ医療スタッフより好評を博している。
4．当初、有線 LANを使用する予定であったが、検査情報取得および画像
転送が電子カルテ用無線 LANを使用できたため業務の効率化ができた。
【考察】
1．バッテリーでの稼働時間は当初予想していた時間より短いため、バッ
テリーの放電を考慮した充電のタイミングの検討が必要である。
2．同一機種を 3台導入したため、装置のトラブル時に画質・操作性が同
じかつ互換性があるためスムースに運用できる。
3．当院は災害医療支援病院であることから、停電時でも撮影から画像の
確認まで短時間で可能な当装置への更新は災害時に大きな役割を果たす
ものと考えられる。

P4-36-7 国際緊急援助隊医療チームにおけるX線撮影
システムの概要と使用経験

○
た け だ さ と し

武田 聡司1、山野 一義2、三好 貴裕3、小西 英一郎1

NHO 災害医療センター 中央放射線部1、国立がん研究センター東病院2、
NHO 高崎総合医療センター3

［はじめに］
2013 年 11 月、フィリピン共和国における台風 30 号（国際名：Haiyan、
フィリピン名：Yolanda）の災害に対して我が国から国際緊急援助隊
（JDR）医療チームが派遣された。パキスタンの洪水災害に対する派遣
（2010 年）から約 3年ぶりの派遣となった。今回、フィリピンミッション
1次隊の一員として派遣され、フィリピン共和国レイテ島タクロバンにて
医療支援活動を行ったので、その活動について、X線撮影を中心に報告す
る。
［X線撮影システムの概要］
JDR医療チームでは、 2005 年よりX線撮影システム（1号機）を導入し、
これまで多くのミッションにて使用されてきた。今では、JDR医療チーム
の医療支援活動の中で、X線撮影は欠かすことのできないものとなって
いる。そのX線撮影システムが、2012 年 3 月に、無線を用いたFPDシス
テムと、iPad を用いた画像閲覧が可能であるオンデマンドシステム（2
号機）へと更新された。そして、このフィリピンミッションがX線撮影シ
ステム 2号機を使用する初めての機会となった。
［X線撮影システムの使用経験］
今回、現地にて 2号機の立ち上げX線撮影はおおむね問題なく行うこと
ができた。しかし、小さなトラブルも発生し、今後に向けての課題や改良
すべき点等も見出すことができた。今回のフィリピンミッションでは 1
次隊～3次隊まで派遣されたので、それぞれのミッションで生じた問題点
や改善点を抽出し、必要事項を関係各所へ提示、報告を行った。さらに、
次の派遣に向けて、JDRに登録している診療放射線技師の間で継続的に
情報共有できる体制の構築を考えている。

P4-37-1 乳房自動スキャンとハンドヘルドスキャンに
よる比較

○
い ま だ み か

今田 美香、木村 百恵、田中 美沙紀、麦田 計介、森部 綾花、
木須 康太、太田 一郎、井上 行男、高橋 晃

NHO 佐賀病院 放射線科

目的：当院では、乳腺超音波検査を我々診療放射線技師が行っている。乳
腺超音波検査はハンドヘルドスキャンが主流であり、簡便かつ非侵襲的
でリアルタイムな検査として重要視されている。しかし、超音波検査は検
査者依存性が強く、検査者間で検査時間や病変の検出率などに差が見ら
れ、検査精度が左右されることが問題となっている。シーメンス社製の超
音波装置には、プローブをあてるだけで乳房を自動でスキャンする機能
（以下ABVS）を搭載した装置が開発されている。このABVSを使用する
ことで、検査者間誤差は低減出来るのではないかと考える。今回、ABVS
を搭載した装置を使用する機会を得た。そこで、AVBSとハンドヘルドス
キャンとで模擬病変を搭載したファントムを撮像し比較を行った。方
法：・AVBSとハンドヘルドスキャンで、模擬病変（嚢胞、良性腫瘍、癌、
乳管拡張、リンパ節）を搭載したファントムを撮像し計測値を比較す
る。・ボランティア数名を撮像し、検出能を比較する。結果：当日会場で
発表する。結語：当日会場で発表する。

P4-37-2 ソナゾイド造影超音波検査におけるTICの検
討

○
うらかわ り か

浦川 里佳1、進 政太郎2、亀井 俊佑1、小柳 公彦1、中村 雄介1

NHO 大分医療センター 放射線科1、労働者健康福祉機構 九州労災病院2

【目的】ソナゾイド造影超音波検査により得られるTIC（信号強度曲線）か
ら乳腺腫瘤に対するソナゾイド造影剤の動態を把握し、乳腺造影超音波
検査の至適時間を検討する。【対象】2013 年 5 月～2014 年 5 月までソナゾ
イド造影超音波検査を施行した症例のうち、生検にて診断の確定した 13
症例を対象に検討を行った。【方法と使用機器】ソナゾイド混濁液 0.015
ml�kg を静脈内投与し、10 ml の生理食塩水でフラッシュした。装置はGE
ヘルスケア社製 Logiq E9、ML6�15 リニアプローブ、MI 値は 0.2 に設定
し、造影剤投与後から 180 秒間の連続動画撮影を行った。観察はBモード
で腫瘤が最大径に描出される、もしくは流入血管を含む断面とし検査を
施行した。検査後にROI（関心領域）を設定しTIC を作成した。【結果・
考察】TIC では濃染を認めた組織はおおむね 15 秒から 30 秒程度で急激
な立ち上がりを示しながら 1分以内に輝度ピークに達し、その後は緩や
かな低下を示した。90 秒後にはプラトーを呈し、その後の変化を認めず造
影効果は 180 秒まで持続した。悪性腫瘤ではMRI dynamic study で悪性
所見とされる rapid�washout パターンと異なる動態を示したが、ソナゾ
イドが血液から間質に移行せず血流のみを反映する特徴を持つためと考
えられる。この結果より造影ダイナミック検査は 90 秒間プローブを固定
したまま観察を行い、その後は断面や観察部位を変化させ 3分程度の観
察を行うことが適当と思われる。【結語】ソナゾイド造影超音波検査は微
細な内部構造や血流を反映した病変を観察するうえで非常に有用であっ
た。また、血流を確認できることにより、その後の組織検査での穿刺部位
の検討の一助となりうると考えられる。
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P4-37-3 撮影体位の変化がBMDに及ぼす影響

○
もり やすあき

森 康哲、岩槻 憲俊、小柳 公彦
NHO 大分医療センター 放射線科

【背景・目的】我が国では人口の高齢化に伴い骨粗鬆症の患者は年々増加
傾向にあり、2011 年の時点で約 1300 万人と「骨粗鬆症の予防と治療のガ
イドライン」で推測されている。このガイドラインでは骨粗鬆症の診断や
治療効果の判定にはDXA（Dual Energy X－ray Absorptiometry）法式を
用いた椎体や大腿骨の骨塩定量検査が推奨されている。DXA法は 2種類
の異なるエネルギーを用いて骨と軟部組織の吸収率の差により骨密度
（BMD）の測定を行い、いずれの部位でも精度よく迅速に測定できる。当
施設でもDXA法による骨塩定量検査が行われており、検査数は九州グ
ループの施設の中でも最も多い。今回、QC用腰椎ファントムを用いて撮
影体位の変化がBMD値にどのような影響を及ぼすのか検討を行ったの
で報告する。【方法】1．ファントムを中心から左右 1～2cmずつ距離を置
いて測定を行う。2．ファントムを左右 5～10 度傾けて測定を行う。3．補
助具を用いてファントムを斜位（15～30 度）に配置して測定を行う。4．
1～3 の測定を各 3回行う。画像データを解析し、腰椎正面と側面のBMD
値を算出する。三種された値から撮影体位の変化によるBMD値並びに
骨容量（BMC）や骨面積（Est.Area）の変動について比較・検討を行う。
【使用機器】骨塩定量測定装置 QDR4500SL HOLOGIC 社製 QC用腰椎
ファントム 東洋メディック社製【結果】当日会場で報告する。

P4-37-4 骨折予防への取り組み（骨密度測定結果からの
アプローチ）

○
もり き よ み

森 聖美、廣田 智也、浅沼 亜紀子、大野 一郎
NHO 医王病院 放射線科

【目的】当院では、骨折リスクの高い患者が多い。筋ジストロフィー症で
は、筋委縮・関節の拘縮・関節弛緩により四肢骨折を起こしやすいとさ
れている。また、療養中の重症心身障害児（者）は、骨脆弱性を有し、体
位変換時に骨折が発生し易いとされている。当院で療養中の患者は、骨折
リスクが高い方が多い。そこで、骨折リスクを図る指標として実施してい
る骨密度測定の結果から、分布図を作成し、骨折予防の一助としたい。
【方法】2013.04.01～2014.03.31 までの骨密度測定結果から、入院患者の骨
密度分布図を作成する。複数回測定されていた方は、直近の結果を採用し
た。対象者は 318 名であった。【まとめ】筋ジストロフィー症や重症心身
障害児（者）は、やはり骨密度が低い傾向にあった。医療安全対策部会で
の骨折防止対策チームの活動の一つとして、結果を提示することにより、
患者と接する看護師・介助者及び検査を施行する技師への注意喚起に役
立てていきたい。

P4-37-5 血管撮影装置におけるファントム厚違いによ
る画質の物理的評価

○
い し だ た か と

石田 隆人、田坂 礼那、橘 雄治、筒井 昭詔、宮島 隆一、
大浦 弘樹、折田 信一

NHO 九州医療センター 放射線部

【目的】2013 年 12 月、血管撮影装置Allura ClarityFD 20�20 が新たに導入
された。臨床使用する上で既存の同メーカーAllura Xper FD10�10 と比
較し、画質に差があると感じた。そこでQCファントムおよびアクリル
ファントムを用いて、二機種間の画像および線量を比較検討し、今後臨床
における更なる被ばく低減や画質向上の可能性を考察する。【方法】九州
循環器研究会作成のOD�03A 型ファントムを用いてアクリルファント
ムの厚さを変化させ、フルオートの透視条件において、相対感度、解像特
性、SN比、システムコントラスト、低コントラスト分解能の物理的評価
を行う。また同時に入射線量を測定し評価する。【結果】Allura ClarityFD
20�20 は Allura Xper FD10�10 に比較し相対感度、解像特性は高い結果と
なり、ファントム厚の違いによる変化はみられなかった。システムコント
ラストはAllura Xper FD10�10 が高い結果となり、同様にファントム厚
の違いによる変化は見られなかった。低コントラスト分解能に関しては
二機種間の差はなかった。またファントム厚が増加すると二機種共 SN
比、低コントラスト分解能は低下する傾向にあった。入射線量においては
Allura ClarityFD 20�20 が 40％少ない結果となった。【結論】Allura Clar-
ityFD 20�20 は線量が少なく、相対感度・解像特性は高い。入射線量を上
げることにより SN比や低コントラスト分解能の改善も見込まれ画質改
善につながる。同様に、SN比、低コントラスト分解能を犠牲にしても相
対感度、解像特性が十分に担保出来ていることにより、更なる線量の低減
は可能となる。臨床の中で線量と画質のバランスをとり、条件を設定して
いくことが重要と考える。

P4-37-6 当院のステントグラフト内挿術について

○
くらしま しょうじ

倉島 勝治1、松永 太1、吉川 洋1、東舘 雅文2、盆子原 幸宏2、
笹生 正樹2

NHO 横浜医療センター 放射線科1、NHO 横浜医療センター 心臓血管外科2

【はじめに】大動脈瘤の治療法には動脈瘤を切除し人工血管に取り替える
方法（人工血管置換術）と、大動脈瘤の内側にステントグラフト（人工血
管（グラフト）に針金状の金属を編んだ金網（ステント）を合わせたもの）
を挿入・留置し、瘤内の血流を遮断し破裂を予防することを目的とした
方法がある。当院は 2013 年 9 月より手術室にてステントグラフト内挿術
を開始したので報告をする。【方法】検査装置の構成はDSA撮影装置 1
台（GE社製 OEC Elite standard）、インジェクター（Angio mat）、寝台
（MIZUHO VACB�3005B）で、手術室には血管撮影装置や撮影室は無い。
2013 年 9 月から 2014 年 4 月まで 15 例（女性 2人平均年齢 83.0 歳、男性
13 人平均年齢 73.2 歳）を実施した。【結果】GE社製 OEC Elite は C
アーム透視装置であり、DSA撮影機能が付いている。寝台はカーボン製
で可動範囲が広いものであればよく、当院の構成は低コストで施設基準
も満たしている。15 例の撮影回数は 4～17 シーケンス（平均 9.2 シーケン
ス）、造影剤量は 200ml 以下、手術時や撮影時の問題はなかった。【考察】
月に 1日 2例のため症例数が少ないためか、手術中・撮影時のトラブル
はなかった。公開されている術中の有害事象（動脈閉塞・狭窄・損傷）は
4.7％＊であり、手術室での実施が望ましい。当院での問題点は I.I のサイ
ズが 9inch で腹部血管を見るには視野が狭くできれば 12inch が望まし
い。透視時間が長くなりがちなのでこまめに透視を切り、被ばく軽減に努
める意識が必要である。腎機能が悪い患者が多く少ない造影剤量と撮影
回数にまとめることが求められる。＊日本ステントグラフト実施基準管
理委員会 腹部動脈瘤ステントグラフト治療成績より
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P4-37-7 当院における冠動脈撮影時のシングルプレー
ンとバイプレーンの違い

○
ま さ き か ず や

真崎 和也、堀川 良太、畑 辰司
NHO 豊橋医療センター 診療放射線科

1．目的 当院における冠動脈撮影時のシングルプレーンとバイプレーン
の違いを総合的に評価する。2．方法 aフレーミングフレーミングの方法
について比較する。b造影剤使用量平成 25 年 1 月から半年間のシングル
プレーン装置の造影剤使用量，平成 26 年 1 月から半年間のバイプレーン
装置の造影剤使用量をルーチン検査に限定し無作為に選んだ各 30 件に
ついて比較した。c患者被ばく線量冠動脈撮影時のみの評価とし、タフ
ウォーターファントムとガフクロミックフィルムを使用し線量を比較し
た。以上の三点について評価する。3．結果 aシングルプレーン LVG
は RAO30̊,LAO60̊ の 2 方向 L�CAGは RAO30̊,RAO30̊Cau25̊,Str Cau
25̊,Str Cra45̊,LAO60̊,LAO60̊Cra25̊ の 6 方向 R�CAGは LAO50，LAO
25̊Cra25̊,RAO40̊ の 3 方向合計 11 方向 10 回撮影を行っていた。バイプ
レーン LVGは RAO30̊�LAO60̊ の 2 方向 L�CAGは RAO30̊� LAO60̊,
RAO40̊Cau25̊�Str Cra40̊,Str Cau25̊�LAO50̊Cra25̊ の 6 方向 R�CAGは
RAO40̊�LAO50̊,LAO25̊Cra25̊�RAO25̊Cau25̊ の 4 方向合計 12 方向 6
回撮影を行っていた。bバイプレーン装置にすることにより造影剤使用
量は約 3割減少した。cバイプレーン装置では撮影方向が増えているにも
関わらずシングルプレーン装置とほぼ変わらない線量となった。4．考察
バイプレーンを使用し、従来の角度で撮影を行うことはアームが干渉し
てしまい不可能ということが分かったため可能な限り近い角度でプロト
コルを作成した。撮影回数は 10 回から 6回に変わったため造影剤使用量
は減少したと考えられる。

P4-38-1 当院における造影検査時（CT・MRI）の対応に
ついて

○
い わ い やすのり

岩井 康典1、松原 努1、鳴坂 源吾1、佐合 正義2、辻 孝1、
南 宏典1

NHO 南和歌山医療センター 放射線科1、NHO 姫路医療センター2

【背景・目的】
3TMRI（SIMENS Skyra）の導入に伴い，医療安全上，当院での造影

検査（CT・MRI）の方法・体制が問題となり，見直しを行うことになっ
た．そこで現状を踏まえ再構築を行う．
【方法】
CT・MRI 造影検査における方法・体制についての現状を把握するた

めに，近畿ブロック 11 施設にアンケートを行い，その結果を参考に当院
での方法・体制を決定する．
（アンケート）
1．造影検査時，ルート確保と施行者（入院および外来での体制について）
2．造影剤注入の確認・実施者
3．医師以外（看護師）が行う場合，医師（診療科 or 放射線科）の確認体
制
4．注入の確認ならびに検査終了時の確認および副作用の有無についての
確認者
【結果】
（アンケート結果）
・造影ルート確保並びに造影剤注入の安全確認等は医師 55％，看護師
45％であった．
・ルート確保場所は，検査室 50％，外来・病棟 50％であった．
・検査終了時まで技師以外が立会い，副作用に対する対応は連絡体制が
できていた．
アンケート結果を参考に，当院での造影検査の方法・体制は，可能な限り
ルート確保した上で検査を行うが，造影検査室で医師によるルート確保
でも可能とした．検査終了時まで立会いならびに副作用時の対応に関し
ては責任・連絡体制を明確化し，医療安全のマニュアルを作成した．
【考察】
CT・MRI 造影検査に関しては人員配置等各病院の立場ならびに造影

検査に対する解釈にて対応が異なるが，チーム医療としての考えが進ん
でいると考える．医療安全の面から，今後のチーム医療の変化に対して定
期的な態勢の見直しを行う必要がある．

P4-38-2 看護師の放射線に関する意識調査及び放射線
防護教育

○
み ず の ゆ か

水野 由香1、柴田 大貴1、長谷川 義朗1、伊藤 雅人1、
塩野谷 芳彦1、大林 恒裕1、山田 真紀2

NHO 静岡医療センター 中央放射線室1、NHO 静岡医療センター 看護部2

【目的】看護師対象に放射線被ばくに対する意識調査を行い、放射線に関
する知識の現状を把握し放射線防護教育の重要性について検討した。【方
法】当院の看護師を対象に、放射線の基礎、検査における放射線被ばくに
ついて、放射線影響・放射線防護のための基礎知識について勉強会を病
棟単位で行なった。また、放射線教育、放射線被ばく、また日頃疑問に思っ
ていること等について勉強会前後にアンケートを実施した。【結果】勉強
会前のアンケートでは、被ばくに関して不安があると答えた者が 72％あ
り、ほとんどが放射線検査における患者介助・ケアや検査の補助につい
てであった。放射線被ばくについてどのような不安があるか。の回答は病
気（白血病、がん）の発生が心配、不妊・遺伝的影響が心配と答えた者が
72％あった。勉強会後のアンケートでは、放射線のことについて理解でき
た・だいたい理解できたと答えた者が 93％あった。また、感想では曖昧
な知識が明確になった。必要以上に放射線を恐れなくて良いと思った。と
答えた者が 60％あり、勉強会が必要だと思った。定期的に勉強会をして
ほしいという感想が 30％あった。【考察】アンケート結果では、7割以上
の看護師が放射線被ばくについて不安感がある。と答えており、日常の放
射線検査に対して様々な不安や疑問を持っていることがわかった。これ
らの不安の中には放射線や放射線影響に対する基礎知識が足りない故の
誤解によるものも含まれていることがわかった。今回の勉強会にて、かな
り解消できたと思われる。今後も定期的に勉強会等を開催し、放射線の基
礎知識を理解してもらうことが重要であると考える。

P4-38-3 胸部単純X線測定時における、介助者の被ばく
低減について

○
たけうち ゆ う き

竹内 祐貴、田淵 修一、平松 太志、伊月 将人、椿 啓太
NHO 岡山医療センター 放射線科

［目的］立位で胸部撮影を行う際、体位保持が困難な患者様を我々放射線
技師が介助に入る事が多々ある。放射線を専門的に取り扱う医療従事者
として、自身の被ばくを最低限に抑えるよう努めなければならない。そこ
で今回、立位胸部撮影における散乱線分布図を作成し、どの位置で介助を
行うことが最も被ばく低減に有効であるか検討を行う。［使用機器］・X
線撮影装置［東芝 KXO�50G］・ファントム・電離箱式サーベイメータ
［アロカ製 型番 ICS�311］［方法］立位用撮影台へ向け SID 180cmより、
胸部撮影の条件（120kv、4mAs）でファントム中心に照射する。散乱線の
分布を知るため、測定点はファントムを中心として 50cm間隔での距離、
高さ 50、100、150cmの 27 点で測定し散乱線分布図を作成する。その後、
介助する姿勢による線量の変化を知るため、高さ 170cm（日本男性の平均
身長）と、高さ 80cm（かがんだ場合の水晶体の位置）を測定する。［展望］
結果をもとに散乱線の分布の広がりを再認識することにより、介助時に
おける放射線被ばくの量を減らせる位置が明確になる。また放射線技師
が患者様を介助する際に推奨される姿勢を把握することにより、さらな
る被ばく低限へ繋がっていくと思われる。これらの情報を放射線技師間
で共有することにより、介助被ばくの低減を図っていきたい。
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P4-38-4 血管撮影室における室内散乱線評価法の精度
向上に向けた一考察

○
わかまつ かずゆき

若松 和行、安保 勝裕、松本 健、石橋 大典、谷島 義信
国立国際医療研究センター病院 放射線診療部門

【目的】IVRスタッフは自身の被ばく低減のために室内散乱X線量を認識
することが重要である。室内散乱X線量を評価する際は、多数のポイント
での測定を必要とする上、血管撮影装置が 3台設置されている当院では、
3倍のポイント数の測定が必要となり、時間と労力が費やされることが問
題となる。そこで我々は作業の簡略化と再現性の向上を目指して、アンギ
オドレープを利用した簡便に測定出来るツールを作成し、従来法と比較、
検討したので報告する。【方法】正確な測定点の位置を定めるために、廃
棄となったアンギオドレープにあらかじめ 50cm間隔の点を書き入れ、
床に皺にならないよう平坦に敷く。点滴台にレーザーポインタを設置し、
測定点へ投光させ位置を決定する。チェンバーを固定する部位にマー
カーを施し方向を定める。当院のスタッフ数名を対象とし、日本血管・イ
ンターベンション専門診療放射線技師認定機構に準拠した室内散乱X線
の測定を本ツール使用・未使用時の精度と測定に要した時間とを比較し
た。【結果】従来法と比較してドレープに記入された測定点への移動は迅
速かつ簡便で、測定値も従来法と比較してバラツキが減少した。【考察】
アンギオドレープに測定点を記入し、レーザーポインタによってポイン
トを設定することにより安定した距離の再現、チェンバーを固定する際
にマーカーを指標にしたことが方向依存性を最小に抑えられたと考え
る。【結論】アンギオドレープを利用した室内散乱X線量測定は精度向上、
省力化、再現性に優れた測定法であり、特に複数台の血管撮影装置を保有
する施設の線管理において有用なツールといえる。

P4-38-5 特殊環境下を想定した放射線科内BLS講習会
の効果と意義について

○
たかはし ひ ろ き

高橋 大樹、東 英世
NHO 仙台医療センター 放射線科

【背景】放射線技師は、検査中において、患者急変時の迅速確実な初期対
応が求められる。院内BLS講習会は毎月行われているが、勤務時間内に
開催されるBLS講習会への放射線技師の出席率は低く、放射線技師の
BLS技術の習得は喫緊の課題であった。【目的】放射線科内担当部門の環
境下を想定したBLS技術を取得する。【方法】院内BLSインストラクター
を招き放射線科内の環境を想定したBLS技術を取得する。【結果】参加率
85％、過去 BLS受講率 64％、アンケート結果ではCPR、AED技術取得、
急変対応心構え、放射線科内特殊環境の認識などで良好な回答が得られ
た。【考察】担当部署毎の最短AED場所の把握、検査室内環境、装置特性
を話し合うことで実際の状況に則したBLSを実践できる技術を取得で
きたと考えた。【結語】MRI では磁性体吸着などその特性を理解していな
いと二次被害を引き起こす特殊環境である。また、血管撮影、X線TV
など寝台が動く装置では、CPRを施行する寝台 Position が存在する。装
置、環境の特性も把握しBLSを施行できる技術を訓練することは重要で
ある。今後も継続して放射線科内BLS講習会を行っていきたい。

P4-39-1 国立病院臨床検査技師協会九州支部会
第1回微生物検査アンケート解析報告

○
かわかみ よ う こ

川上 洋子1、香月 耕多2、永田 栄二1、加藤 裕一3、鬼塚 聖子4、
横溝 勝5

NHO 熊本医療センター 臨床検査科1、NHO 沖縄病院 臨床検査科2、
NHO 九州医療センター 臨床検査科3、
NHO 嬉野医療センター 臨床検査科4、NHO 長崎医療センター 臨床検査科5

【目的】国立病院臨床検査技師協会九州支部会微生物検査研究班では、各
施設の細菌検査の現状を把握することを目的にアンケートを実施した。
【対象】九州ブロック内国立病院機構病院ならびに国立療養所 32 施設を
対象とし、アンケート用紙を配布した。アンケート内容は「微生物検査実
施の有無」、「微生物検査業務内容」、「人員配置」、「内部精度管理」、「感染
性廃棄物処理方法」、「病原体保管状況」とした。
【結果】32 施設中 31 施設（96.9％）から回答を得た。微生物検査を院内で
実施している施設は、全て実施が 3施設（9.7％）、一部外部委託 27 施設
（87.1％）、外部委託 1施設（3.2％）であった。グラム染色を院内で実施し
ている施設は 29 施設（93.5％）、抗酸菌染色は 28 施設（90.3％）で、微生
物検査業務の大部分を外部委託している検査室でも、塗抹検査は院内で
実施していた。迅速検査はインフルエンザ、ノロウイルス、CDトキシン
抗原検査が 90％以上の施設で実施されていた。微生物検査室に従事して
いる人数は 52 名で専属勤務 40 名（76.9％）、半日勤務 5名（9.6％）、時間
支援 7名（13.5％）であった。内部精度管理を実施している施設は 5施設
（16.1％）、3種病原体登録施設は 2施設（6.5％）であった。感染性廃棄物
の処理方法は高圧蒸気滅菌後に廃棄している施設が 16 施設（51.6％）、業
者への依頼が 12 施設（38.7％）、併用が 3施設（9.7％）であった。病原体
の保管をしている施設は 11 施設（35.5％）あり、対象菌株は施設によって
異なったがすべての施設で施錠付保管庫に保管されていた。
【考察】各施設の現状を把握するために実施した。内部精度管理を定期的
に実施している施設が少なく、改善する必要があると思われた。

P4-39-2 国立病院臨床検査技師協会九州支部会
第1回微生物検査サーベイランス解析報告
1．MRSA

○
やました み ゆ き

山下 美幸1、川上 洋子2、沖 茂彦1、加藤 裕一3、鬼塚 聖子4、
横溝 勝5

NHO 大牟田病院 臨床検査科1、NHO 熊本医療センター 臨床検査科2、
NHO 九州医療センター 臨床検査科3、
NHO 嬉野医療センター 臨床検査科4、NHO 長崎医療センター 臨床検査科5

【目的】近年、メタロー β�ラクタマーゼ産生菌や多剤耐性緑膿菌などの医
療関連感染が報道され、多剤耐性菌が注目されている。国立病院臨床検査
技師協会九州支部会微生物検査研究班では、耐性機序の明確な現在問題
となっている耐性菌の検査・報告方法について、各施設の検査状況を把
握する目的で解析を行った。
【対象と方法】サーベイランスに回答があった九州ブロック内国立病院機
構病院ならびに国立療養所 21 施設を対象とした。試料 1の株は Staphy-
lococcus aureus（mecA 保有MRSA）で、寒天平板希釈法にてmethicil-
lin（MPIPC）が 0.5μg�ml、cefoxitin（CFX）64μg�ml とMIC が乖離した
臨床分離株とした。菌株は連結不可能匿名化し配布した。
【結果】同定検査で使用した機器・試薬はVITEK2（sysmex）14 施設、Mi-
croScan WalkAway（SIEMENS）5 施設、スタフィロ LA「生研」（デンカ
生研）2施設、感受性検査はVITEK2 14 施設、WalkAway5 施設であった。
検査結果はすべての施設で S. aureus（MRSA）と回答された。寒天平板
希釈法にてMPIPC が 0.5μg�ml、CFX 64μg�ml となった株を試料とした
が、全施設でMPIPC は＞2μg�ml と回答された。主要薬剤の解析結果は当
日報告する。
【考察】正解率は 100％と良好であったが、自動機器によってMICにばら
つきが認められた薬剤も存在した。また、臨床側への報告コメントも各施
設によって対応が異なった。微生物検査では外部精度管理の機会も少な
い。今回の解析結果が各施設の検査にフィードバックしてもらうように
改善していく。また若手技師への教育の一環として継続的に実施する必
要がある。
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P4-39-3 国立病院臨床検査技師協会九州支部会
第1回微生物検査サーベイランス解析報告
2．メタロー βラクタマーゼ産生菌

○
はやし ひでゆき

林 秀幸1、川上 洋子1、永田 栄二1、加藤 裕一2、鬼塚 聖子3、
横溝 勝4

NHO 熊本医療センター 臨床検査科1、NHO 九州医療センター2、
NHO 嬉野医療センター3、NHO 長崎医療センター4

【目的】近年、メタロー β�ラクタマーゼ産生菌や多剤耐性緑膿菌などの医
療関連感染が報道され、多剤耐性菌、特にグラム陰性桿菌が注目されてい
る。国立病院臨床検査技師協会九州支部会微生物検査研究班では、耐性機
序の明確な現在問題となっている耐性菌の検査・報告方法について、各
施設の検査状況を把握する目的で解析を行った。
【対象と方法】サーベイランスに回答があった九州ブロック内国立病院機
構病院ならびに国立療養所 21 施設を対象とした。試料 2の株は臨床から
分離された IMP�1 型メタロ βラクタマーゼ（MBL）産生 Pseudomonas
aeruginosa とした。菌株は連結不可能匿名化し配布した。
【結果】検査で使用された自動機器はVITEK2（sysmex）16 施設、Mi-
croScan WalkAway（SIEMENS）5 施設であった。検査結果はすべての施
設で P. aeruginosa と回答された。感受性検査結果より追加試験を実施し
た施設は 21 施設中 17 施設（81.0％）であった。追加試験を実施した施設
はすべてMBL産生菌と判定した。追加試験はメルカプト酢酸ナトリウム
（SMA）含有ディスク（栄研化学）を使用したダブルディスク法、シカベー
タテスト（関東化学）、クイックチェイサー IMP（ミズホメディー）が実
施された。主要薬剤の解析結果は当日報告する。
【考察】菌名正解率は 100％と良好であったが、MBL確認試験を実施して
いない施設が 4施設（19.0％）認められた。また、臨床側への報告コメン
トも各施設によって対応が異なった。微生物検査では外部精度管理の機
会も少ない。今回の解析結果が各施設の検査にフィードバックしてもら
うように改善していく。また若手技師への教育の一環として継続的に実
施する必要がある。

P4-39-4 国立病院臨床検査技師協会九州支部会
第1回微生物検査サーベイランス解析報告
3．ESBLs産生菌

○
ま つ お ゆういち

松尾 祐一1、川上 洋子2、古野 浩1、加藤 裕一3、鬼塚 聖子4、
横溝 勝5

NHO 大分医療センター 研究検査科1、NHO 熊本医療センター 臨床検査科2、
NHO 九州医療センター 臨床検査科3、NHO 嬉野医療センター 臨床検査科4、
NHO 長崎医療センター 臨床検査科5

【目的】近年、メタロー β�ラクタマーゼ産生菌や多剤耐性緑膿菌などの医
療関連感染が報道され、多剤耐性菌、特にグラム陰性桿菌が注目されてい
る。国立病院臨床検査技師協会九州支部会微生物検査研究班では、耐性機
序の明確な現在問題となっている耐性菌の検査・報告方法について、各
施設の検査状況を把握する目的で解析を行った。
【対象と方法】サーベイランスに回答があった九州ブロック内国立病院機
構病院ならびに国立療養所 21 施設を対象とした。試料 3の株は臨床から
分離されたCTX�M�2 型 ESBL 産生 Citrobacter koseri とした。菌株は
連結不可能匿名化し配布した。
【結果】検査で使用された自動機器はVITEK2（sysmex）16 施設、Mi-
croScan WalkAway（SIEMENS）5 施設であった。検査結果はすべての施
設で C. koseri と回答された。感受性検査結果より追加試験を実施した施
設は 21 施設中 16 施設（76.2％）であった。追加試験を実施した施設はす
べてESBL産生菌あるいは産生疑い菌として回答された。追加試験はク
ラブラン酸（CVA）添加ディスク（栄研化学）を併用したダブルディスク
法、シカベータテスト（関東化学）、AmpC�ESBL 鑑別ディスク（関東化
学）が実施された。主要薬剤の解析結果は当日報告する。
【考察】菌名正解率は 100％と良好であったが、ESBL確認試験を実施し
ていない施設が 5施設（23.8％）認められた。また、臨床側への報告コメ
ントも各施設によって対応が異なった。微生物検査では外部精度管理の
機会も少ない。今回の解析結果が各施設の検査にフィードバックしても
らうように改善していく。また若手技師への教育の一環として継続的に
実施する必要がある。

P4-39-5 国立病院臨床検査技師協会九州支部会
第1回微生物検査サーベイランス解析報告
4．Enterococcus casseliflavus

○
き な が ふ み

木永 芙美1、川上 洋子2、本山 眞弥1、加藤 裕一3、鬼塚 聖子4、
横溝 勝5

NHO 小倉医療センター 臨床検査科1、NHO 熊本医療センター 臨床検査科2、
NHO 九州医療センター 臨床検査科3、NHO 嬉野医療センター 臨床検査科4、
NHO 長崎医療センター 臨床検査科5

【目的】近年、メタロー β�ラクタマーゼ産生菌や多剤耐性緑膿菌などの医
療関連感染が報道され、各種多剤耐性菌が注目されている。国立病院臨床
検査技師協会九州支部会微生物検査研究班では、耐性機序の明確な現在
問題となっている耐性菌の検査・報告方法について、各施設の検査状況
を把握する目的で解析を行った。
【対象と方法】サーベイランスに回答があった九州ブロック内国立病院機
構病院ならびに国立療養所 21 施設を対象とした。試料 4の株は臨床から
分離された vanC 遺伝子保有 Enterococcus casseliflavus とした。菌株は
連結不可能匿名化し配布した。
【結果】検査で使用された自動機器はVITEK2（sysmex）16 施設、Mi-
croScan WalkAway（SIEMENS）5 施設であった。検査結果は E. casseli-
flavus 20 施設、Enterococcus spp．1 施設であった。同定に追加試験を実
施した施設は 21 施設中 7施設（33.3％）、感受性検査結果より追加試験を
実施した施設が 4施設（19.0％）認められた。主要薬剤の解析結果は当日
報告する。
【考察】同定キットを使用した Enterococcus 属の同定は難しいとされて
いるが、本菌は運動性の有無、黄色色素産生性で鑑別可能である。また、
臨床側への報告コメントも各施設によって対応が異なった。本菌は van-
comycin（VCM）に自然耐性の菌であるが、無菌部位から検出され起因菌
が疑われる場合は感染症届出が必要であり、臨床への対応を統一する必
要も考えられた。微生物検査では外部精度管理の機会も少ない。今回の解
析結果が各施設の検査にフィードバックしてもらうように改善してい
く。また若手技師への教育の一環として継続的に実施する必要がある。

P4-39-6 ISO15189認定取得に向けた微生物検査室
の取り組み

○
にしかわ ゆうたろう

西川 裕太郎、三村 拓郎、山北 幹子、高橋 香織、佐野 隆宏、
嶋崎 明美

NHO 姫路医療センター 臨床検査科

【はじめに】臨床検査室のサービスには、患者の準備、患者の識別、一次
サンプルの採取、搬送、保存、一次サンプルの処理と検査実施、その後に
続く妥当性の確認、結果の解釈、報告、及びアドバイスサービス、並びに
検査業務の安全性と倫理への配慮までが含まれる。これらの全てにおい
て国際標準化機構の要求事項を満たしていると認められた臨床検査室
が、ISO15189 の認定を受けることができる。今回、当院臨床検査科が昨
年 8月に認定を取得するまでの微生物検査室における取り組みを報告す
る。【方法と成果】1．作業手順書の充実を図り、全要員が検査業務の品質
を一定以上維持できるようにした。2．抗酸菌を主に扱う部屋の効果的な
分離を行い、各部屋に拡散にていた機材を集約して、作業が安全に効率よ
く実施できるようになった。3．精度管理や検査結果の報告業務、機器メ
ンテナンス、耐性菌情報の発信等の実施を確実化するためにチェックリ
ストを作成し、漏れを無くした。4．定期的な 5S活動により検査室内の整
理整頓が出来た。【考察】認定を取得する過程で各要員の役割意識が高ま
り、ISO15189 の求める品質マネジメントと技術的要求事項を満たすため
に様々な改善点が抽出され、不適合項目を顕在化してそれらを是正でき
た。その結果、より安全により確実に業務が遂行出来るようになったと考
える。【結語】ISO15189 の認定取得によって PTCDサイクルが効率よく機
能し、自発的な改善活動が実施されて、検査室全体の品質向上につながっ
た。今後、院内でより検査室の存在価値が高める努力を継続すると共に、
機構内において ISO15189 認定施設の輪が拡大していく様になれば幸い
と考える。
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P4-39-7 Paecilomyces 属の同定法および抗真菌薬感
受性試験法の検討

○
さ こ はじめ

佐子 肇、有村 泰晃、吉川 裕之、齋藤 晴子、西口 隆偉、
平野 博嗣

NHO 刀根山病院 臨床検査科 細菌室

【はじめに】Paecilomyces 属は環境中に分布する雑菌であり、土壌中にも
存在する。P. variotii 及び P. lilacinus は稀に深部皮膚真菌症や角膜真菌症
の起因菌として報告されている。今回我々は Paecilomyces 属の菌種同定
および抗真菌薬感受性試験法の有用性について検討したので報告する。
【方法】供試菌は P. variotii 8 株及び P. lilacinus 2 株の計 10 株を検討に用
いた。同定法は 1．PDA培地の発育性状，2．50℃の耐熱性，3．スライ
ド培養による形態学的性状，4．厚膜胞子形成による 4項目の性状から同
定した。感受性は酵母真菌薬剤感受性キットASTY（極東）を供試菌に応
用した。菌液はキット添付の調整液（A液）2ml に PDAに発育した集落
を綿棒で採取し，McF濁度 1に調整した。数分間静置後、中間層の菌液
200μl 取り A液 2ml に加えて混和した。以下の操作は添付書に準拠した
方法で接種し，35℃，48～72 時間後にMICを測定した。【結果及び考察】
P. variotii 及び P. lilacinus の鑑別は 4項目の性状から 1．前者は黄緑褐色
を呈し、後者は白色から徐々に紫色を呈した。2，4．は前者陽性、後者陰
性の性状から容易に鑑別することができた。また感受性は前者がAMPH
0.06～0.5μg�ml，5�FC≦0.125～0.125μg�ml，ITCZ 0.03～0.25μg�ml，
MCFG≦0.03μg�ml，VRCZ 2～8μg�ml，後者はAMPH＞16μg�ml，5�FC＞
64μg�ml，ITCZ 1μg�ml，MCFG≦0.03～0.06μg�ml，VRCZ 0.125μg�ml
の範囲でMICを示した。AMPHおよび 5�FCの感受性パターンから両者
の鑑別が可能と考えられた。ヒトの起因菌として重要なのは P.variotii
と P.lilacinus の 2 菌種であるが、前者はしばしば汚染菌として分離され
ることがあるため、起因性についての判断には注意が必要である。

P4-39-8 迅速発育抗酸菌の薬剤感受性検査の検討

○
さいとう は る こ

齋藤 晴子1、有村 泰晃1、吉川 裕之1、佐子 肇1、西口 隆偉1、
平野 博嗣1、北田 清悟2

NHO 刀根山病院 臨床検査科 細菌室1、NHO 刀根山病院 呼吸器内科2

【はじめに】迅速発育抗酸菌（Rapidly Growing Mycobacteria）の薬剤感
受性検査は国内で標準法が確立されていない。今回我々は、CLSI（M24�
A2）に準拠した微量液体希釈法を実施し、その有用性について検討を
行った。【対象】2013 年 1 月～2014 年 5 月に当院で分離し、DDH法で同
定したM. abscessus 23 株、M. chelonae 12 株、M. fortuitum 11 株の計 46
株を対象とした。【方法】分離菌をマイコビーズ（極東）で前培養後、滅
菌蒸留水でMcFarland 0.5 に調整し、カチオン加ミューラーヒントンブ
ロス（極東）に 60μl 加えた。その菌液をオーダーメイドしたドライプレー
ト（栄研）の各ウェルに 100μl 接種した。30℃，3日間培養後、CAM，IPM�
CS，MEPM，AMK，TOB，MINO，DOXY，LZD，MFLX，CPFX，CFX
及び STのMICを測定した。CAMは誘導耐性を確認するため 14 日目ま
で培養を延長した。【結果とまとめ】主な薬剤の感受性率は、M. abscessus
が CAM3日目（95.7％）14 日目（52.2％），AMK（100％），IPM�CS（60.9％），
CFX（73.9％）であった。M. chelonae は CAM3 日目（100％）14 日目
（100％），AMK（75.0％），IPM�CS（33.3％），LZD（75.0％），TOB（91.7％）
であった。M. fortuitumは CAM3日目（54.5％），AMK（100％），IPM�
CS（100％），CPFX（100％），LZD（90.9％），ST（90.9％）であった。3
菌種の感受性パターンに違いを認めた。また、M. abscessus のうち 1株
（4.3％）が CAM3日目に耐性、9株（39.1％）が 14 日目に耐性であった。
前者は 23S rRNA遺伝子の変異による耐性、後者は erm（41）遺伝子によ
る誘導耐性と推測された。これまでブロスミックNTM（極東）を用い
MICを参考値として報告していたが、CLSI 準拠の感受性検査は判定基準
を有し治療薬を選択するうえで有用であると考えられた。

P4-40-1 当院の血液培養に纏わる深在性真菌症の検出
背景

○
う え だ ま り こ

植田 真理子、木下 絵里、中野 学、鈴村 章、井端 英憲、
大本 恭裕

NHO 三重中央医療センター 臨床検査科

【緒言】深在性真菌症は、高水準医療に伴う免疫不全宿主の増加とともに
漸増傾向にある。今回我々は、当院で今日迄に血液培養で分離した酵母様
真菌の検出背景について調査したので報告する。
【対象と方法】2006 年 6 月～2013 年 12 月に血液培養が提出され、血液培
養装置BACTEC 9050（B�D）にて血液培養陽性と判定され、サブカル
チャーで Candida（C .）spp.が培養された 28 症例 28 菌株を対象とした。
方法は、真菌側および患者側から各々解析を行った。
【結果】主な分離症例は、C.parapsilosis 10 例（35.7％）C.albicans 8 例
（28.6％）C.glabrata 4 例（14.3％）C.tropicalis 4 例（14.3％）であった。
薬剤感受性は、C.albicans と C.tropicalis s では、被検 7抗真菌薬に良好な
感受性を示した。一方、C.parapsilosis は、Micafungin に対し、やや耐性
傾向を認め、C.glabrata は、Fluconazole に耐性を示唆した。基礎疾患は、
固形癌は 9例、糖尿病 2例、感染症 3例であり、免疫の退化疾患が多かっ
た。投与抗真菌薬は、Micafungin が 12 例投与され、Fluconazole は、5
例に投与された。転帰は、死亡退院 13 例、軽快退院 9例であった。
【考察】一般的に、血液培養で分離される真菌は、C.albicans が最も多い
が、当院のケースでは、C.palapsilosis が分離真菌のトップに位置し、これ
は当院の血液培養の特徴をよく表している。深在性真菌症の誘因疾患は、
免疫不全を招く疾病が多く Candida アクティブ化の背景を反映してい
ると思われた。転帰は、死亡退院事例が最も多く、真菌感染の凄まじさを
感じた。

P4-40-2 当院における血液培養検査の現状―複数セッ
ト採取率向上の取り組み―

○
は ま だ だいすけ

濵田 大輔、星野 知子、益田 泰蔵、上條 敏夫
NHO 西埼玉中央病院 研究検査科

【はじめに】血液培養検査は、敗血症を含めた感染症診断において重要な
検査である。近年では採取セット数を増やすことにより、検出率が向上す
ると言われており、複数セット採取が推奨されている。本年度の診療報酬
改定においても血液培養の 2回採取が認められるようになった。今回当
院における血液培養検査の現状について検討したので報告する。【対象お
よび方法】当院において 2011 年 4 月から 2014 年 3 月に提出された血液
培養検体 2773 件を対象とした。培養方法はBACTEC9050（日本ベクト
ン・デッキンソン）を使用し、培養期間は 7日間とした。【結果】血液培
養実施件数・複数セット採取率・陽性率は 2011 年度 1100 件・16.5％・
17.3％、2012 年度 1086 件・13.8％・19.3％、2013 年度 1298 件・48.9％・
19.6％であった。2013 年度から血液培養の勉強会の開催や、ICT部会から
複数セット採取の推奨を行った。その結果、2013 年 10 月より 1セット採
取件数は減少し、複数セット採取件数が大幅に増加した。複数セット採取
件数増加前と比較し、月平均で血液培養実施件数が 1.5 倍、陽性件数が 2
倍、陽性率は 22.3％に増加し、複数セット採取率は 70.7％に向上した。
【まとめ】2013 年度から血液培養の勉強会の開催や、ICT部会による複数
セット採取の推奨、院内感染対策委員会での複数セット採取率の報告等
を実施後、複数セット採取率が増加した。今後も、検査科からの複数セッ
ト採取の推奨だけでなく、ICTを含めた院内感染対策部門からの呼びか
けにより複数セット採取の意識付けを行っていく必要がある。
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P4-40-3 当院における血液培養検査の現状及び解析

○
し む ら ゆきひろ

志村 幸大、長谷川 光治、安田 秀平、国仲 伸男、吉田 和浩
NHO 横浜医療センター 臨床検査科

【はじめに】血液培養検査は感染症診断において重要な検査法の一つとさ
れている。近年、血液培養検査の積極的な施行や、複数回の検体提出が起
因菌の検出率向上のため推奨されている。当院でも複数セット提出を促
し、検体数も増加している。今回、我々は当院における血液培養検査の解
析を行ったので報告する。
【対象及び方法】2011 年 4 月から 2014 年 3 月までの 3年間に提出された
血液培養検査 5,687 件（小児科を除く）を対象に検体数、陽性率、複数セッ
ト採取率、1セット及び複数セット採血での陽性率、分離菌について検討
した。血液培養検査はBACTEC FX（日本 BD）を使用し、7日間培養を
行った。
【結果】検体数�陽性率�複数セット採取率は、2011 年度 1,845 件�29.6％�
76.5％、2012 年度1,637 件�21.0％�84.2％、2013 年度2,205 件�20.2％�
88.9％、1 セット及び複数セット採血での一人当たりの陽性率は 2011 年
度 26.3％、38.2％、2012 年度 20.5％、25.1％、2013 年度 20.4％、25.8％で
あった。また、分離された菌株総数は 879 株で、主な菌種は、CNS（23.0％）、
E.coli（15.6％）、S.aureus（8.5％）であった。
【考察】検査件数、複数セット採取率ともに増加傾向にあった。また、陽
性率においては、CUMITECH血液培養検査ガイドラインの指標とされ
ている 5％から 15％の陽性率に近づく傾向にある。1セットに対して複
数セット採取した場合の陽性率比は 1.33 倍と複数セット採取の効果を認
めた。分離菌種ではいずれの年度もCNSが最も多く分離されていた。当
院で分離された上位 3菌種を JANIS 年報のそれと比較すると、S.aureus
の分離頻度が低値を示しており、当院の背景に関与している可能性が示
唆された。

P4-40-4 当院における病原性大腸菌の検出状況

○
や す だ しゅうへい

安田 秀平、長谷川 光治、志村 幸大、国仲 伸男、吉田 和浩
NHO 横浜医療センター 臨床検査科

【はじめに】病原性大腸菌にはO157 を代表とするベロ毒素産生大腸菌が
ある。毎年、病原性の高い腸管出血性大腸菌の発生が確認されており、ベ
ロ毒素産生菌の検出が重要とされている。
今回、我々は当院における病原性大腸菌の検出状況を検討したので報告
する。
【対象及び方法】2011 年 4 月から 2014 年 3 月までの 3年間に提出された
糞便検体 2,161 件（E.coli : 1,125 株）を対象とした。培養検査にはBTB
寒天培地と SIB 寒天培地を用い、同定検査にはMicroScan WalkAway
（シーメンス）を使用した。また、O抗原血清型の判定には病原大腸菌免
疫血清 1号セット（デンカ生研）を用い、ベロ毒素検査にはデュオパスベ
ロトキシン（極東製薬）を使用した。
【結果】E.coli : 1,125 株中、血清型陽性菌：355 株（31.6％）で、内訳は病
原性大腸菌：27 株（7.7％）、腸管出血性大腸菌（血清型確認株）：328 株
（92.3％）であった。血清型はO1 : 102 株（28.7％）、O18 : 73 株（20.6％）、
O25 : 56 株（15.8％）の順に多く検出され、その他 27 種：124 株（34.9％）
で合計 30 種の型別が確認された。また腸管出血性大腸菌（血清型確認株）
328 株中、ベロ毒素産生菌は 4株（1.2％）で内訳はO157 : 2 株（0.6％）、
O103 : 2 株（0.6％）であった。
【考察】血清型陽性菌は 355 株で検出率 31.6％という結果を認めた。血清
型別では 30 種の病原性大腸菌が検出された。また、血清型陽性菌の 9
割以上は腸管出血性大腸菌（血清型確認株）であった。しかし、ベロ毒素
を検出したのは 4株（1.2％）と毒素産生率は低値を示す結果になった。
従って、病原性大腸菌検出においてはベロ毒素の検査が重要であると考
えられた。

P4-40-5 チフス疑いの糞便から検出されたNDM�5及
び ESBL複合産生型 E.coli の一症例

○
す ず き ひろひと

鈴木 啓仁1、中根 祐一1、祖父江 美香1、瀬川 泰子1、横山 茂2、
足立 香織2、吉川 和宏2、増田 由紀2、得竹 陽一郎2

NHO 長良医療センター 臨床検査科1、NHO 豊橋医療センター2

【はじめに】Carbapenem�Resistant Enterobacter（CRE）の院内感染が近
年問題となっている。今回、New Delhi Metallo�beta�lactamase（NDM）
及び ESBLを複合産生する E.coli を検出したので症例報告する。【症
例】ベトナム国籍で、2013 年 12 月中旬、ベトナムでチフスと診断され外
来通院で 2週間内服治療をした。2014 年 1 月中旬日本に入国後、下痢はな
いが発熱が毎日続き、2月中旬に豊橋医療センターへ来院した。チフス菌
は分離されず、多剤耐性型（CPFX、LVFX、IPM、MEPM、AMK耐性）
の E.coli を検出した。CREタイプを想定し細菌学的追加試験を実施した
が、明確な結果が得られず国立感染研究所に遺伝子解析等をお願いした。
【結 果】追加検査として、関東化学（関）シカベータテストではESBL
タイプを示し、Metallo�beta�lactamase（MBL）は（－）であった。シー
メンスのESBLパネルでは、すべての薬剤に耐性のため判定不能となっ
た。また栄研のメルカプト酢酸ナトリウム法は、MBL（Week＋）、（関）
AmpC�ESBL 鑑別ディスク法では判定不能、（関）カルバペナーゼ鑑別
ディスク法はMBL（＋）、AmpC（－）、KPC（－）となった。最終的に
感染研における遺伝子解析等からNDM�5 及び TEM，CTX�M�1 型が確
認された。【まとめ】一般病院において、多種の耐性菌産生酵素検出試験
から総合的に判定することで、CREのおおまかなタイプの推定は可能で
あると思われた。【考 察】日本人から分離されるNDM型は稀であるが、
特にアジア方面からの外国人入国者および日本人帰国者に下痢や発熱症
状がある場合、臨床側では検体の取り扱いに注意する必要がある。検査科
としては多剤耐性菌の推定鑑別が迅速におこなえる体制づくりが重要で
ある。

P4-40-6 グラム染色が有用であった肺ノカルジア症の
一例

○
や ざ き はるのり

矢崎 晴識1、河尻 公樹1、中島 隆1、金子 司1、稲葉 孝1、
矢吹 拓2、山口 禎夫3

NHO 栃木医療センター 臨床検査技師1、NHO 栃木医療センター 内科2、
NHO 栃木医療センター 臨床研究部 感染アレルギー科3

【症例】93 歳男性【主訴】嘔吐、心窩部違和感【現病歴】ADL自立した高
齢独居男性で 5月 11 日までは特に自覚症状は何も無かった。5月 12 日
21 時頃就寝、24 時頃に起きた時心窩部の違和感気付いた。嘔気を伴い 26
時頃に黒褐色のものが混ざった食物残渣を大量に嘔吐。嘔吐後に嘔気�心
窩部違和感はやや改善。5月 13 日朝、往診医に報告したところ消化管出血
を疑い上部内視鏡検査を施行したところ、胃びらん程度で明らかな消化
管出血の原因は特定できず、37℃台の発熱、胸部Xpで肺炎像を認めた
為、肺炎の精査加療目的で当院に紹介となった。【治療経過】尿中肺炎球
菌抗原は陰性、グラム染色では polymicrobail でノカルジア様のグラム陽
性の線状菌を多数認めた。Haemophilus 属菌などの GNRもカバーする
目的で empirical に ABPC�SBT静注投与で治療開始となった。比較的徐
脈もあり、経時的に発熱は持続。酸素化は改善したが、胸部Xpでも陰影
は増悪傾向であることから、肺ノカルジア症の可能性を考え、5月 15 日か
ら ST合剤＋AMK静注投与を開始した。5週間治療し状態は安定、感受
性の結果を確認し、ST合剤経口投与に変更し、6�12 ヶ月の内服治療を検
討し、第 48 病目に軽快退院となった。【結語】肺ノカルジア症は典型的な
病歴や臨床像がないことから診断はしばしば遅れがちで培養自体も困難
なこともあり、診断までの平均期間は 42 日～12 ヶ月とされている。本症
例では喀痰のグラム染色を行うことにより培養時にノカルジア属菌を疑
い培養した為、分離培養で検出できたことから肺ノカルジア症の診断を
早期にできた一例であった。
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P4-40-7 Abiotrophia defectiva による感染性心内膜
炎の1症例

○
か め い み よ

亀井 望世1,2、田寺 加代子1、下花 純一1、鷹城 靖史1、
仲野 秀樹1、尾上 隆司1,2、谷山 清己1,2

NHO 呉医療センター・中国がんセンター 臨床検査科1、
NHO 呉医療センター・中国がんセンター 臨床研究部2

【はじめに】Abiotrophia defectiva は，口腔内常在菌の一つとして知られ，
発育に L�システインやビタミンB6を要求することから，栄養要求性レ
ンサ球菌（nutritionally variant streptococci : NVS）と呼ばれている。通
常の血液寒天培地には発育が困難であり，培地の選択を誤れば培養陰性
としてしまう可能性もある。今回我々は，A.defectiva を分離出来た感染
性心内膜炎（IE）の 1例を経験したので報告する。【症例】28 歳女性。発
熱，咳嗽が続くため近医受診。炎症反応上昇と胸部X線で浸潤影を認め当
院紹介となった。 血液培養 2セット採取しCTRX点滴後に帰宅したが，
翌日 2セット陽性となったため，IEが疑われ緊急心エコーが施行された。
僧帽弁に疣贅を認め，重度僧帽弁閉鎖不全症と診断された。VCMおよび
MEPMの投与が開始され緊急手術となった。その後，抗菌薬は PCGおよ
び GMに変更，術後経過は良好で軽快退院となった。【微生物学的検査】
24 時間目に陽性となった血液培養より，グラム陽性多形の球桿菌を認め
た。当初 Streptococci を疑い，ヒツジ血液寒天培地とチョコレート寒天培
地に分離培養した。翌日菌の発育は認められなかったため，NVSを疑い
ブルセラHK寒天培地を追加，嫌気培養にて発育が認められた。衛星現象
の確認，Vitek2 により A.defectiva と同定された。手術中に採取された疣
贅および口腔内の培養からも，同菌が検出された。【結語】NVSをより早
い段階で疑うためには，本菌の特徴を日頃から十分に理解しておく事が
重要であり，確実に同定する事で適切な抗菌薬選択へ繋がる。

P4-40-8 院内検査と検査会社の抗酸菌遺伝子検査結果
が乖離した一症例

○
えんどう こうしゅん

遠藤 昂駿、佐藤 哲哉、佐々木 悟、成田 弘、鈴木 博義
NHO 仙台医療センター 臨床検査科 細菌検査室

【はじめに】Mycobacterium lentiflavum は遅発育性の非結核性抗酸菌で、
肺や肝臓などからの分離例がある。今回、肺炎疑いの患者において院内で
実施した遺伝子検査TRC Rapid（東ソー、TRC法）の結果と検査会社で
のDNA�DNAハイブリダイゼーション法（極東製薬、DDH法）の結果が
乖離し、16S rRNA遺伝子解析でM.lentiflavum と同定された症例を経験
した。【症例】84 歳男性。1週間前より感冒症状があり経過をみていたが、
39℃の発熱と悪寒戦慄が出現したため救急搬送となった。血液検査では
白血球の増加とCRPの上昇に加え胸部CT画像で肺炎像が認められ、精
査加療目的に当院入院となった。【細菌学的検査】MP抗酸菌培養ボトル
（シスメックス・ビオメリュー）による液体培養検査で 5週目に抗酸菌の
発育を認めた。液体培養液からのTRC法での同定では、結核菌群とMy-
cobacterium avium complex（MAC）共に陰性で、検査会社にDDH法に
よる同定を依頼したところM.intracellulare と報告があった。院内の結果
と乖離が認められたため、東ソーに 16S rRNA遺伝子配列解析を依頼し
たところ、M.lentiflavum と 98％の遺伝子配列相同性がある抗酸菌であ
ることが判明した。【まとめ】DDH法でM.intracellulare と同定された原
因は、DNAプローブとの交差反応があったことが考えられた。自施設で
抗酸菌検査を行っていない検査室では、現行の各種遺伝子検査法で得ら
れたMACという同定結果の中にある一定の確率でM.lentiflavum が含
まれている可能性があることに留意すべきである。一方、検査会社や自施
設で抗酸菌検査を行っている検査室では、小川培地でのコロニーの形成
時間や色調の違いがM.lentiflavum とMACを見分けるきっかけになる
かもしれない。

P4-40-9 皮膚糸状菌迅速検出を目的とした標本作製法
の検討

○
いしがき ゆ い

石垣 優惟、上田 利和、吉川 耕平、池上 公美子、増田 充亮、
原 喜与一、舟川 格

NHO 兵庫中央病院 研究検査科

皮膚爪組織からの糸状菌感染の迅速検査はKOH法による直接検鏡法が
主流であるが、スライドガラス上で組織を加温溶解するなど手間が多く、
検鏡に適する標本を作成するのに煩雑である。さらに無染色のため菌糸
の鑑別にも困難が伴うことがあった。今回、KOH法に代わる簡便で菌糸
を検出しやすい標本作製法を考案したので報告する。
【方法】被検皮膚検体を病理組織処理用メッシュ袋あるいは包埋カセット
に入れ無固定の状態で迅速 PAS染色（過ヨウ素酸水 7分→水洗 10 秒→
シッフ試薬 8分→重亜硫酸水 5分→水洗検鏡）を行い、水溶性封入剤で封
入後検鏡した。爪組織はニッパ等を用いてなるべく小さく細断し約 1cc
の自家製 30％KOHに入れ 63℃のパラフィン融解器内で 15 分間加温後
遠心し、沈渣の塗抹乾燥標本を作成しメタノールで 3分間固定後同様に
PAS染色を行った。
【結果】従来のKOH法と本法においていずれか陽性と判定された 17 例の
うち、本法との一致率は 88％（15�17）、本法による偽陽性 0�17、偽陰性
0�17 であり、精度よく菌糸が検出できた。無染色よりは PAS染色を施し
た方が菌糸の分岐や隔壁の存在から確実な糸状菌の同定が可能であっ
た。
【考察】KOH法はスライドガラス上で標本を作成するため、加温途上で
KOHが沸騰し液が吹きこぼれるなど標本の作成過程に難点が多い。今回
提示した方法では組織片をそのまま PAS染色することで再現性のよい
適正な標本をストレスを感じることなく短時間に作成できた。さらに菌
糸を特異的に染め出すことで正確な検査を実施することができる。

P4-41-1 視線入力装置The Eye Tribe Tracker を用い
た意思伝達装置の試み

○
ゆ た に ひとし

由谷 仁1、中川 恵嗣1、古賀 暢1、照喜名 通2、諏訪園 秀吾3

NHO 沖縄病院 リハビリテーション科1、
沖縄県難病相談・支援センター 認定NPO法人アンビシャス2、
NHO 沖縄病院 神経内科3

【目的】筋萎縮性側索硬化症（以下ALS）等の神経難病において、進行に
伴いコミュニケーションに問題をきたし意思伝達装置を必要とする症例
が少なくない。昨年末、赤外線照合システムと結合した全く新しい高解像
度センサーにより、ユーザーの視線を検知し接続したパソコンの操作が
視線で行えるようになる装置The Eye Tribe Tracker（以下
EyeTracker）が非常に低価格で開発された。今回、このEyeTracker
を ALS患者 1名に試用し有用性を検討したので報告する。【方法】対象者
はALSにて意思伝達装置を使用している 60 歳代女性 1名で、ADL全介
助、右足関節底屈にて空気圧スイッチを操作している。使用機器は
EyeTracker（Eye Tribe 社製）、EyeTracker 用専用ソフトウェアとHear-
tyLadder をインストールした PC、ディップスポンジセンサである。方法
は同一の短文入力（17 文字）を既存の方法とEyeTracker 使用での方法に
て実施し、1）入力時間の比較、2）患者へのアンケート、3）問題点を評
価した。尚、本研究は当院の倫理委員会の承認および対象者の同意を文書
にて得た。【成績】1）既存 2分 23 秒（miss 1 回）、EyeTracker 58 秒（miss
0 回）、2）満足度は 10 点中 10 点、3）PCと Eye Tracker と目との位置関
係が難しく、入力場所のズレが多少あった。これらから、ドライバーなど
の未整備のためもあり環境設定に工夫を要するが、入力時間は既存の半
分以下で患者の満足度も高かったため、臨床使用可能で、意思伝達装置の
選択肢に加えられる可能性がある。【結論】EyeTracker は、臨床での使用
に有用である可能性が示された。今後症例数を増やし設定法や使用時期
などを含めた適応の詳細を検討していく必要がある。
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P4-41-2 重症度の高い多系統委縮症患者とのスイッチ
調整を中心とした関わり～妻と会話したいと
いう思いに触れて～

○
いしまる まこと

石丸 眞1、濱本 尊博1、原田 敏昭1、2階 病棟2、石橋 はるか3、
宮地 隆史3、住元 了4

NHO 柳井医療センター リハビリテーション科1、
NHO 柳井医療センター 看護課2、NHO 柳井医療センター 神経内科3、
NHO 柳井医療センター 外科4

【はじめに】多系統委縮症は小脳系、錐体外路系、自律神経系を中心とす
る系統変性疾患であり、進行と共にコミュニケーションが困難となる症
例が多い。今回、家族ともっと会話をしたいという思いの症例に対して、
コミュニケーション支援の一環としてスイッチ調整を中心とした関わり
を経験したので以下に報告する。【症例】A氏 60 才代男性。気管切開後人
工呼吸気装着。ADL全介助レベル。四肢の筋緊張の亢進やROM制限が
あり、わずかに随意的に動かせる部位は頸部と右上肢のみ。首ふりうなず
きにより「Yes」「No」の表出は可能。【経過】介入当初は文字盤の指差し
やまばたきによる音声スキャン方式にてコミュニケーションが行えてい
た。A氏と家族がコミュニケーションエイドに対する関心も高かったた
め作業療法の中でスペックスイッチを使用し携帯用会話補助装置を試用
する。その後EメールやDVD鑑賞の希望が出てきたため伝の心を申請。
進行に合わせて抵抗の違う数種類のスイッチを用いることで対応して
いった。【結果】介入時より現在まで入力できる文章の量に差はあるが継
続して家族とのコミュニケーションが行えた。スイッチ変更による不安
の訴えも無く、新たなスイッチの導入はスムーズに行えた。家族との会話
の中で笑顔が多く見られるようになった。【考察】当症例との関わりの中
でその時々に応じた評価を行い家族や本人の意見を取り入れる事で、適
したスイッチを提供できたのではないかと考える。今回、作業療法士のコ
ミュニケーションツールを使用した支援の重要性を再確認できた。今後
も可能な限りスタッフや家族とコミュニケーションが取れるようA氏
や他の神経難病患者様と関わっていきたい。

P4-41-3 失調症状が著名なSCD患者に意思伝達装置
を導入した一例

○
にしだて た く や

西舘 拓哉1、吉崎 祥吾1、川越 清道1、山中 貴雄1、関 晴朗2

NHO いわき病院 神経内科 機能訓練室1、NHO いわき病院 神経内科2

【はじめに】今回、失調症状が著明な脊髄小脳変性症（以下 SCD）患者に
対し、コミュニケーション手段再獲得目的で、意思伝達装置「伝の心」（以
下伝の心）の導入機会を得たため、以下に報告する。【症例】30 歳代男性。
10 代後半に SCD発症。ADL全介助。意思表出はジェスチャー。認知機能
は正常。「音楽を聴きたい・動画が見たい」などのHope も聞かれた。【経
過】OT介入前は、トーキングエイドを使用していたが、押す際の失調症
状（測定障害・振戦）が増悪し使用困難。また、上肢挙上に努力を要した。
第 1期「伝の心」操作練習開始。スイッチ（以下 sw）選定は、小型・軽
量型の接点式入力装置を選ぶが、手指振戦が強く、誤入力多いため使用困
難。第 2期 swの決定・セッティング。swは、入力部が大きい「ビッグ
スイッチツイスト」を使用。ベッドやオーバーテーブルにセッティングす
るが、リーチ時に失調症状が強く出現し使用困難。第 3期 swのセッティ
ング・姿勢の検討。swのフレームに手関節を置き、また、拇指と示指で
挟み込むように設置し、拇指による入力を行う。文章作成は、入力ミス無
く可能。姿勢は、ベッドアップ座位で行うが、腰部痛の訴えが聞かれた。
第 4期 姿勢の検討。ベッドアップ角度を 10̊ に変更し、ディスプレイを
調整。腰部痛が軽減し、使用時間が延長した。インターネット操作は、操
作手順が複雑で理解不十分なため、補助を要した。【考察】本症例では、
ポジショニングを行ったことで、手関節または上肢全体の安定性を補償
することが出来た。これにより、失調症状を軽減することができ、sw
入力が可能になったと考えられる。

P4-41-4 OAK（画像処理による非接触入力装置）の2
症例における導入検討

○
なかがわ け い じ

中川 恵嗣1、由谷 仁1、諏訪園 秀吾2、井村 保3

NHO 沖縄病院 リハビリテーション科1、NHO 沖縄病院 神経内科2、
中部学院大学 看護リハビリテーション学部 理学療法科3

【目的】意思伝達装置を用いたコミュニケーション支援に関して、昨年、
Kinecttm for Windows（以下キネクト）カメラを利用して対象者の微細な
動きを検出し、スイッチ操作を可能としたソフトウェアOAKが開発さ
れ、臨床応用が検討され始めている。患者 2名においてOAKが既存の入
力装置と同様に導入できる可能性があるか検討した。【方法】対象者は空
気圧式スイッチにて意思伝達装置を使用している筋萎縮性側索硬化症 2
名の 60 歳代女性（以下A氏 B氏）。ADLは全介助で、残存する右足関節
底屈（MMT2）によりA氏は伝の心、B氏はハーティーラダーを操作し
ている。使用機器はOAKをインストールした PC、キネクト、伝の心の
場合は更にリレーBox となんでもスイッチボックスを介して接続した。
既存スイッチとOAKスイッチ両者で同一の短文入力を実施し、1）入力
にかかる時間・2）本人の使用感・3）不具合内容を比較した。尚、本研究
は当院の倫理委員会の承認および文書にて対象者の同意を得た。【成績】
A氏：1）既存 214 秒、OAK200 秒、2）同様、3）ピクセル調整困難やリ
レーBox が反応しない事があった。B氏：1）既存 336 秒、OAK343 秒、
2）同様、3）無し。導入には使用機器の接続手順などの習熟が必要な場合
があるが、入力時間には既存の方法とOAKとで著明な差はなく、本人の
感想も大きな問題は報告されなかった。接続手順などOAK導入がス
ムーズになれば使用感がOAKでより改善する可能性もある。【結論】今
回の 2症例において、OAKは既存の空気圧式スイッチと比較して遜色な
い入力方法を提供できた。

P4-41-5 当院の神経難病患者に対するスイッチ調整の
現状と問題点

○
まつもと ゆ き こ

松本 優喜子、武井 洋一、青木 哲也、櫻井 聡
NHO まつもと医療センター 中信松本病院 リハビリテーション科

【目的】
当院の神経内科では、神経難病の診療に重点をおいており、筋萎縮性側索
硬化症（以下ALS）、パーキンソン病（以下 PD）、多系統萎縮症（以下
MSA）などの神経変性疾患の患者が多い。その中で、作業療法部門では
ナースコールのスイッチ調整を依頼されることがあり、患者の身体機能
に応じてスイッチの種類や操作部位の調整を行っている。今回、当院の神
経変性疾患患者に使用するナースコール用のスイッチの種類、操作部位
の傾向を明らかにするため調査を行った。
【方法】
過去 5年間の作業療法部門における神経内科の処方件数をデータより抽
出し、疾患毎の患者件数、スイッチ調整が必要となった患者件数、スイッ
チの種類、操作部位を集計し、その傾向について検討した。
【結果】
過去 5年分のスイッチ調整を実施した患者件数は 33 件で、ALSが
54.5％、MSAが 15.2％となりALSが半数を占めた。
スイッチの種類は、接触タイプが多く使用されていた。ALSではピエゾセ
ンサースイッチなど、小さな運動や筋収縮によって使用可能なスイッチ
が選択され、操作部位も残存機能に合わせて手指、足関節から眼瞼など全
身にわたっていた。一方MSAでは主にスペックスイッチを手指で操作
していた。
【考察】
当院のスイッチ調整を実施した患者はALS、MSAが多く、使用部位やス
イッチ種類も接触タイプから、非接触タイプまで幅広く使用されていた。
ALSでは病期によって、使用したスイッチの種類や操作部位も変化して
いたが、MSAでは不随意運動により、長期的にスイッチを使用すること
が困難な患者もみられた。このため、患者の病期に合わせたスイッチ調整
の更なる検討が必要であると考えられる。
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P4-41-6 筋強直性ジストロフィーにおける高次脳機能
障害の検討～ADAS－jcogを用いて～

○
さ と う ひ ろ み

佐藤 裕美1、加藤 亜希子1、田路 智子1、畠山 知之2、
小原 講二2、阿部 エリカ2、小林 道雄2、和田 千鶴2、豊島 至2

NHO あきた病院 リハビリテーション科1、NHO あきた病院 神経内科2

【目的】筋強直性ジストロフィー（MyD）の高次脳機能障害について検討
する為、ADAS�cog 日本語版（ADAS�jcog）と FABを実施し、精神症状
の影響も検討する為、やる気スコアと SDSも実施した。【方法】対象：
MyD患者 15 名（男性 9名 女性 6名 平均年齢 53 歳）全員右利き。方
法：ADAS�jcog：単語再生、口頭言語能力、言語の聴覚的理解、自発話
における喚語困難、口頭命令に従う、手指および物品呼称、構成行為、観
念運動、見当識、単語再認、テスト教示の再生能力の 11 項目を実施。
FAB：概念化、知的柔軟性、行動プログラム、反応の選択、GO�NO�GO、
自主性の 6項目を実施。やる気スコア、SDS（うつ評価）：質問形式で実
施。上記 4検査について Pearson の相関係数で検定を行った。【結果】
ADAS�jcog：構成行為、観念運動、見当識で障害が強く総点との相関も
認めた。FAB：自主性以外は低下していたが、総点と相関が認められたの
は行動プログラム、反応の選択、GO�NO�GOであった。やる気スコア：
やる気低下 11 名。SDS：軽度うつ 7名、中等度うつ 6名。4検査の総点に
相関はなかった。【考察】MyDでは高次脳機能障害を高頻度で伴う事が知
られており、視空間認知障害や前頭葉機能障害が見られるとの報告があ
る。‘2つの長方形模写’では特徴的な結果が得られ、視空間認知障害との
関連が示唆された。また、ADAS�jcog に比して他の 3検査は異常の程度
が強い印象であった。4検査に相関はなく独立しており、個々に経時的変
化を捉える必要がある。単語再生より単語再認の結果が良好だったので、
手がかりを用いた高次脳機能訓練が有効であると期待される。【結論】
MyD患者の高次脳機能障害は精神機能面も含めて多様である事が明ら
かになった。

P4-41-7 呼気筋力強化訓練はパーキンソン病及び関連
疾患における構音障害に有効である

○
かねはら は る か

金原 晴香1、冨田 聡2、大江田 知子3、小國 由紀1、森 静香1、
荻野 智雄1、飯高 玄1、村上 紗奈美1、植田 能茂1、山本 誠1、
田原 将行2、澤田 秀幸3

NHO 宇多野病院 リハビリテーション科1、
NHO 宇多野病院 神経内科・臨床研究部2、NHO 宇多野病院 臨床研究部3

【背景】呼気筋力強化訓練（EMST）により、呼吸や発声、嚥下に関わる
咽喉頭、胸郭の筋力が増強され、呼気圧や咳嗽能力、嚥下機能が改善する
ことが期待される。パーキンソン病（PD）患者においては、嚥下造影
（VF）検査所見が有意に改善したとの報告があり、PDだけではなく PD
関連疾患においても、呼吸筋および口腔咽頭筋の運動低下が一因と考え
られる嚥下障害、構音障害が、EMSTにより改善する可能性がある。【目
的】PD及び進行性核上性麻痺（PSP）患者における小声、嚥下障害に対
する、EMSTの有効性を明らかにする。【方法】対象は、当院通院中の PD
患者 4例および PSP患者 4例（うち男性 6例、平均年齢 69.8±5.0 歳、平
均罹病期間 5.8±1.8 年）。フィリップス・レスピロニクス社製の吸気筋ト
レーニング機器 threshold IMTを逆向きに用いて、呼気筋力強化訓練を 4
週間行った。あらかじめ、逆向きに使用した場合にも適正な圧負荷となる
ことを確認したのちに訓練を行った。主要評価項目は、VF検査所見およ
び最大発声時の音圧レベルとした。【結果】VF検査では、3例で訓練前に
みられた液体の喉頭侵入が消失した。舌骨移動距離が全例で延長した。最
大発声時の音圧レベルも全例で上昇した。【結論】呼気筋力強化訓練は、
PD及び PSP 患者における小声、嚥下障害に対して有効であることが示
された。

P4-42-1 OT学生が抱く重症心身障害児・者のイメージ
と希望する指導内容のアンケート調査～新人
OT教育につなげるために～

○
ふ か せ ひろひと

深瀬 博仁
NHO 米沢病院 リハビリテーション科

【はじめに】NHOは重症心身障害児・者（以下重心医療）を多く扱うが，
OT養成校（以下養成校）は発達障害より脳卒中等の身体障害に主眼を置
く傾向にある．新人OTは重心医療に関する理解が不十分なため患者対
応が困難である．今回，OT学生（以下OTS）が抱く重心医療に関するイ
メージの調査と重心医療を扱う病院等への就職時に，何について指導を
希望するかを調査した．【対象と方法】対象は養成校 2校で 2013 年度の最
終学年のOTS57 名（男 24 名，女 33 名，平均年齢 22.6±2.58 歳）である．
方法はOTSに対し無記名のアンケート調査を実施した．アンケート内容
は選択式と自由記載式で 1．重心医療に関する実習経験の有無，2．重心医
療に関する興味，3．重心医療のイメージ，4．重心医療を扱う病院等に就
職したときに何を指導してほしいか等により構成される．【結果】上記 3
は異常筋緊張「大変思う」（56％），変形拘縮「大変思う」（47％），摂食嚥下
障害「大変思う」（40％）．上記 4は抱き方や移乗介助「大変思う」（86％），
コミュニケーションの取り方「大変思う」（75％）ADL訓練「大変思う」
（74％）．他部署との連携の仕方「大変思う」（65％）であった．【考察】約
半数のOTSは重心医療に異常筋緊張や変形拘縮等のイメージを抱き，自
由記載欄への回答の少なさから重心医療をイメージする困難さが窺われ
る．OTSが求める指導内容は，抱き方や移乗介助，コミュニケーション
の取り方，ADL訓練，他部署との連携の仕方等である．これらは患者対
応や他部署との連携も含めた，広範かつ詳細な指導が求められることを
示している．本調査を足掛かりに新人OT教育の一助としたい．

P4-42-2 当院の学童期リハビリテーションにおける問
題点

○
まつおか か な

松岡 佳奈1、平川 祟1、高畠 美咲1、西尾 明希子1、乃村 道大1、
松尾 剛1、馬屋原 康高2

NHO 四国こどもとおとなの医療センター リハビリテーション科1、
広島都市学園大学 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻2

【はじめに】学童期リハビリテーションでは，乳幼児期のリハビリと比べ
身体機能の維持や成長に伴う変形予防等が中心となる．しかし，学童児保
護者はリハビリに対し能力向上を望むのか，機能維持なのか，またどのよ
うな不安をかかえているのか様々である．そこで今回，当院の学童児保護
者の考えや不安を調査したので報告する．
【対象】当院外来リハビリに通う学童児 37 名（整形疾患を除く，先天性疾
患のみ）の保護者を対象とした．
【方法】当科にて質問事項を勘案し，アンケートを作成した．担当療法士
が対象者に書面にて説明し同意を得た上で実施した．
【結果および考察】リハビリ内容が満足およびやや満足 91.9％，やや不満
および不満 5.4％であった．不満の理由は，内容がマンネリ化気味等で
あった．児が可能な運動レベルは椅子座位 78.4％，寝返り 75.7％，ずり這
い・床上座位 67.6％，歩行 45.9％，立位 43.2％であった．親が思う将来の
到達目標は歩行が 54.1％，立位 18.9％，床上座位 5.4％であった．先行研
究にて屋内独歩の限界は 9歳と報告されており，学童期は歩行獲得の限
界年齢に達してきていると考えられる．しかし，今回の調査では歩行が可
能な運動レベルの割合と親が思う到達目標を歩行とした割合に解離が認
められた．さらに不安に思っていることは就職が 51.4％，進路が 48.6％，
側彎 48.6％，社会保障が 35.1％，運動機能の低下・体重増加・関節拘縮が
それぞれ 29.7％と上位で，就職や進路等の社会参加に対する不安も多く
あることがわかった．したがって，学童期では成長因子や機能回復の限界
を考慮したリハビリの方針転換，進学や就職を視野に入れた目標設定の
再考と共有が必要であるのではないかと考える．
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P4-42-3 当院における小児リハビリテーション対象患
者の変遷と小児理学療法教育の現状について

○
に し お あ き こ

西尾 明希子1、平川 崇1、高畠 美咲1、松岡 佳奈1、乃村 道大1、
馬屋原 康高2、松尾 剛1

NHO 四国こどもとおとなの医療センター リハビリテーション科1、
広島都市学園大学 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻2

【はじめに】近年では小児理学療法の対象は多様化し，中でも発達障害児
の増加が報告されている．しかし，国家試験や理学療法士養成課程におい
て対象疾患の変化に対応しているか不明である．そこで本研究では，小児
理学療法対象患者の変化と近年の国家試験問題や理学療法士養成課程の
現状を比較し，問題点を明らかにすることを目的とした．
【対象】平成 15 年 4 月に理学療法を実施した 157 人（外来 116 人，入院 41
人）と平成 25 年 4 月に理学療法を実施した 205 人（外来 149 人，入院 56
人）， 平成 25 年度に公開されていた理学療法士養成校シラバス 12 校分，
平成 23 年から平成 25 年の理学療法士国家試験問題 3年分とした．
【方法】平成 15 年および平成 25 年のカルテより疾患名を抽出し比較し
た．理学療法士養成校のシラバスより専門小児理学療法分野を調査した．
理学療法士国家試験問題より小児に関連した問題を調査した．
【結果および考察】当院ではこの 10 年で脳性麻痺が入院で 72％から
65％，外来で 75％から 68％と減少傾向であった．それに対し精神発達遅
滞は外来で 9％から 23％と増加傾向であった．養成校では脳性麻痺は
100％，精神発達遅滞は約 60％がカリキュラムに組み込んでいた．国家試
験問題は脳性麻痺や基礎的内容は約 70％，精神発達遅滞に関連した問題
は約 10％であった．以上の結果より，臨床では精神発達遅滞が増加傾向
にあるが，カリキュラムに入っていない養成校もあり，国家試験において
もその出題割合は少なかった．そのため，臨床と教育内容に解離が生じて
いる可能性がある．今後は精神発達遅滞の理学療法も取り入れた教育や
実習，国家試験が望まれる．

P4-42-4 wisc を用いて行動予測を行いアプローチを
行った一例

○
い な だ しげおみ

稲田 茂臣、三田 梨紗子、沖野 文子、杉 洋子、山田 祥子、
谷 周治、長冨 徹也

NHO 山口宇部医療センター リハビリテーション科

【症例】小学校通常学級に在籍中の 9y3m女児。診断名ADHD。H24.2
に学校より落ち着きのなさを指摘される。ST及びOT訓練はH24.5 より
開始。【評価】WISC（CA8y11m）は全 IQ115、言語性 IQ126、動作性 IQ
100、言語性 IQが優位に高かった。群指数は言語理解 129、注意記憶 121、
知覚統合 1078、処理速度 106 であった。検査の結果から視覚情報＜聴覚情
報、注意機能の低下、空間処理の低下、衝動性が高い特徴が示唆された。
【訓練及び経過】ST訓練では学校における対人関係トラブル状況をディ
スカッションし、その場面における自己及び他者の気持ちを言語化した。
また、その状況に応じた適切な行動や言動をフィードバックした。OT
訓練では机上にて当日の訓練プログラムを児とともに計画し、注意機能
に対する課題を行った。訓練場面ではWISC の結果から予測された行動
が確認された。【考察】ADHD児の評価としてWISC を用いた。その結果
から児の行動特徴をあらかじめ把握することで、その後の訓練が円滑に
行うことが出来ると考えられた。

P4-42-5 人工股関節全置換術（THA）を施行したアテ
トーゼ型脳性麻痺患者に対しての関わり～環
境調整・多職種との連携に着目した1例～

○
あんどう た か し

安東 高志1,2,3、井原 和彦2、入江 智子2、末永 康夫1、
池野 和好1、中川 真吾1、嶋さき 梓1、今尾 顕太郎3

NHO 別府医療センター リハビリテーション科1、
NHO 別府医療センター 整形外科2、
NHO 別府医療センター 地域医療連携室3

【はじめに】今回アテトーゼ型脳性麻痺を基礎疾患とし、人工股関節全置
換術（以下THAと略す）を施行した症例を担当する機会を頂いた。ADL
の獲得だけでなく、多職種と連携し、環境調整についてアプローチしたの
で以下に報告する。【症例紹介】30 歳代女性。診断名：左形成不全性股関
節症。発症前ははさみ状歩行であるが、独歩自立。ADL、IADLともに自
立であった。術前評価では、JOAscore：右股関節 38.5�100。GMFCS：レ
ベル 1。家族構成は夫と二人暮らし。夫も脳性麻痺であり、電動車いすに
てADLは概ね自立していた。しかし、夫は移乗の際転倒することが多く、
本症例による介護を少なからず受けている状況であった。また、就労継続
支援B型を利用して就労しており、立ち仕事による箱詰作業を行ってい
た。【アプローチ】脱臼予防に留意した動作指導を実施し、ADLは自立す
る。しかし、THA施行したことにより、夫の介護が今後難しくなること、
また就労面での調整が必要となってくることが考えられた。そこで、作業
療法士が主体となり、本症例，当院MSW、本症例及び夫の相談支援専門
員，職場のB型事業所生活支援員と自宅復帰後の生活についてカンファ
レンスを開催した。夫の相談支援専門員には介護の調整、B型事業所生活
支援員には、就労時間の調整・仕事内容について検討した。【まとめ】
THAクリティカルパスに沿い、ADL獲得のためのアプローチを行うと
同時に、今後の自宅生活の環境調整、多職種との連携を行った。本症例は
多職種で検討したサービスの調整期間のため転院という経過を辿った
が、早期よりチームとして包括的に関わっていくことで、退院後の不安軽
減や安全な生活、社会参加に繋がると考える。

P4-42-6 奈良医療センターにおける通所支援事業の開
設～リハビリテーション科の取り組みについ
て～

○
かたやま まなぶ

片山 学、吉田 千恵、伊藤 浩一
NHO 奈良医療センター リハビリテーション科

はじめに奈良県では通所支援事業を行っている施設は約 120 箇所あり、
当院も平成 26 年 4 月より開設した。通所支援事業を希望する家族の
NEEDは、1安全で快適な環境、2医療的ケアの充実、3QOLの向上など
である。これらのNEEDに対応するため、当院では重症心身障害児病棟
で経験を積んだ、医師、看護師、保育士、児童指導員、理学療法士がスタッ
フとなり、チームアプローチを主体とする体制を整えた。今回は開設時に
おけるリハビリテーション科の取り組みについて報告する。リハビリ
テーション科の取り組み当施設を利用する重症心身障害児（以下、重症
児）は経管栄養、酸素療法、気管切開など全身状態等の管理を必要とする
重症児が多い。そのため、理学療法の目的は 1残存能力を最大限に発揮さ
せる、2二次障害の予防と改善、3補装具のチェックアウト、4ポジショニ
ングの設定とした。特にポジショニングは療育、ADLケア、医療処置な
ど、さまざまな場面に応じた肢位が要求される。理学療法士は身体評価し
た内容を各職種へリアルタイムに情報伝達することで、家族のNEED
である重症児の安全で快適な環境設定への一要因となってくる。今後の
課題通所支援事業を通して家族へ医療的な相談ができる場や、ともに育
てる場を提供することで、家族が重症児へ関わる不安が軽減され、療育へ
の意欲が向上し、QOLの向上へとつながると考える。また、当施設を利
用する重症児は当院以外でも複数の医療機関、療育施設を利用している
ケースが多い。今後は、他の医療機関や他の療育施設とも連携し、当施設
内のみならず地域社会でも快適に生活をおくれるように支援してきた
い。
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P4-42-7 小児の身体表現性障害に対する理学療法の経
験

○
お お く ぼ ひ ろ こ

大久保 浩子、上出 杏里、橋本 圭司
国立成育医療研究センター 臓器運動器病態外科部 リハビリテーション科

【はじめに】身体表現性障害とは、医学的な異常が発見されないにも関わ
らず身体に関する何らかの症状が存在し社会生活に支障をきたした状態
であり、その発症には心理社会的因子が関連し思春期以降に多いとされ
ている。なかでも歩行障害例の治療には二次的疾病利得克服のためにリ
ハビリテーションが有用とされ、本症例もこの概念に沿った対応により
早期に改善を示したので報告する。【症例】11 歳男児、既往症に難治性紫
斑病あり。【現病歴】201×年×月、腹痛を訴え紫斑病再燃の疑いにて近医
入院。直後より膝関節痛を訴え起立困難となったため、精査目的にて当院
転院となった。入院後MRI、電気生理学的検査等行うも異常なく、身体表
現性障害が疑われ、理学療法開始となった。【経過および結果】初期評価
では膝伸展－100̊ で激しい痛みを訴えた。他の関節機能に異常はないが
床上動作では股関節や上肢の運動障害などの乖離症状が顕著にみられ
た。理学療法は歩行能力獲得を目的に、歩行までの段階付けと期間を短期
目標として本人に明示しながら進めた。また、温熱・浮力による物理的効
果と気晴らし的効果を意図し水治療法を導入した。理学療法開始後約
2ヵ月で松葉杖による短距離歩行が可能となり、退院となった。【考察】本
症例の発症に関する心理社会的因子としては友人関係や家族関係などの
不調和が予測されたほか、児自身の精神面の脆弱性が影響していると思
われた。今回、短期間で改善がみられた一方で再発率が高く慢性化しやす
いとの報告もあり、今後も支援を継続予定である。

P4-42-8 当院重心病棟における合同療育活動の取り組
み

○
おおひなた ま り こ

大日向 真理子、川上 司、藤永 賢治、大関 希、榎本 拓哉
NHO 西新潟中央病院 リハビリテーション科

【背景】当院では清潔保持のため、マット上生活を主体としてきた患者も
ベッド上生活となり、活動機能の低下が問題となった。いかに患者の機能
を維持・改善していくかが課題となり、病棟リハビリ担当者と療育指導
室が合同で、療育活動を行う運びとなった。【取り組み内容】座位保持、
マット上移動、リラクセーションの各目的別に対象者をリストアップし
た。月 5～6回、通常の療育活動時間を利用し、各活動の対象者をホール
にて活動させた。参加職員は理学療法士、保育士、児童指導員などである。
【結果】この取り組みにより、活動への意識づけや意欲の向上が図られた
患者がいた。しかし中には、自室と違う環境に適合できずストレスとなっ
ていると思われる患者もいた。職員にとっては、他職種で患者評価や知識
を情報交換する良い機会となった。さらに、他部門からの情報を、その後
の個別リハビリや療育活動に生かすことができた。【考察と課題】合同療
育活動により、場面設定や活動環境を継続して提供することが、本人の活
動意欲を引き出すことに繋がった。患者の活動意欲が向上したことで、機
能改善のきっかけになったと考える。しかし身体機能は同じでも、社会性
や環境への適応の面では合同活動に適さない患者もおり、適宜患者リス
トの変更が必要である。他職種での情報交換が、新しい関わりのアイディ
アに繋がり、その結果、職員の患者機能の知識や介助スキルの向上が図ら
れたと考える。今後は病棟職員の参加を促すための調整や、病棟生活に役
立てていくためにはどうすべきかを、連携を取りながら進めていきたい。

P4-43-1 新生児仮死による低酸素脳症により生後40
日で気管切開、人工呼吸器管理となった児に対
して行ったポジショニングの導入と考察

○
かわしま か ず き

川島 一輝、伊藤 嘉子、井出 芳恵、吉岡 稔泰
NHO 豊橋医療センター リハビリテーション科

新生児仮死による低酸素脳症により、H21 年（満 1歳時）に当院小児病棟
（重心病棟）に入院した患児に対し、リハビリテーション介入において新
たな肢位を検討・導入した。リハビリ訓練内で導入した仰臥位が病棟ケ
ア内に導入される事になった。本児は満 1歳時より当院に入院し、治療お
よび療育を受けている。本児はGMFCS level5 横地分類A1�Cに該当し、
レスピレーター管理下で入院生活を過ごしている。認知機能や自発運動
の反応はみられず、新生児期より唾液量が多く持続吸引にて対応されて
おり、誤嚥リスクが極めて高い状態が続いている。その為に療養の場面で
は左右側臥位のポジショニングのみ実施されており、頭部と胸郭におい
て前後方への扁平化が進行しており、肩甲骨は前方へ突出するように変
形が進行してきている。変形が進行するに当たって考えられるリスクと
して 1，呼吸機能の低下、2，消化器機能の低下などが考えられ、介入はリ
スクの予防と今後の成長に伴う変形予防と就学の為に体位バリエーショ
ンを増やす目的で実施した。今回、週 1回のリハビリテーション訓練時に
体調に合せて仰臥位訓練を実施した。平成 24 年 5 月の導入以降、同年 11
月より病棟ケアでの体位にも仰臥位が導入された。その治療介入の具体
的な内容について考察も合わせて紹介する。

P4-43-2 カポジ様血管内皮腫による慢性疼痛により歩
行障害を呈した児への介入

○
お が わ せ つ こ

小川 セツコ、橋本 圭司、上出 杏里、寺島 慶太、大久保 浩子
国立成育医療研究センター リハビリテーション科

［はじめに］カポジ様血管内皮腫（以下KHE）は、極めてまれな小児良性
腫瘍である。今回、慢性疼痛のあるKHEの一例を経験し、日常生活を予
測し自立を促すことを目的として関わったので報告する。［患者情報］9
歳男性、生後 11 か月から右膝痛で多くの病院を受診したが診断がつかず
痛みは改善しなかった。8歳時にKHEと診断され抗腫瘍薬による治療を
開始した。血管腫は縮小したが強い疼痛が続き麻薬投与中である。［治療
および理学療法経過］痛みは常にVAS6～7 を訴え麻薬を使用していて、
時々VAS10 の痛みになるとレスキュー薬を使うことで調整している。初
期評価では右膝屈曲伸展制限、右下肢筋力低下があり右側周径は左に比
べ小さく下肢長右は左より 3cm短い。ADLはリハ室以外は車いす移動で
あった。治療はROMex、温熱、筋力トレーニング、歩行・歩容（靴調整
等）、運動（サッカー等）、ADLex を行い、痛みと運動について一緒に対
処方法を考えた。具体的には運動に集中することで痛みを忘れさせなが
ら運動中運動後に痛みが強くならないよう運動量の調整を話し合いなが
ら行った。治療後、ROMは膝関節屈曲伸展ともに改善し、周径は大きく
なった。筋力・痛みに変化はないが歩行量が増え歩容にも変化があり、両
ロフストランド杖で移動するようになった。［考察］痛みに変化はないが
ADLが改善していることから疼痛が常に存在する状態でも学校や在宅
生活の自立を目指せると考えた。また長期的には思春期、社会人と成長し
身体機能改善すると共に変化する様々な問題に、痛みと共に対応するこ
とが目標である。今後も身体機能改善と生活全般に対し継続的にリハビ
リが必要である。
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P4-43-3 重度脳性麻痺者の運動機能別脊柱側彎症の経
年変化とその影響因子について

○
ふるたに い く こ

古谷 育子1、寺尾 貴史1、常見 修平2、大畑 光司3

NHO 兵庫青野原病院 リハビリテーション科1、
長崎県病院企業団 奈留病院2、
京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学専攻 リハビリテーション科コー
ス3

【目的】脳性麻痺者の二次障害として脊椎側彎症の発症が知られている。
しかし側彎の運動機能別にみた経年変化についての報告や、胃瘻増設（以
下Ga）、気管切開（以下Tr）施術の有無と側彎との関係についての報告
はあまり散見されない。よってこれらについて検討することを目的とし
た。【方法】対象は当院に入院する脳性麻痺者 49 名（男 25 名、女 24 名）。
粗大運動能力分類システム（以下GMFCS）レベルは 2と 3が 5 人、4
が 14 人、5が 30 人。平均年齢 42,4±8.1 歳、調査期間は平均 37.7±7.2
年間。脊柱側彎変形は、臥位での全脊椎正面像からCobb 法により Cobb
角を算出。そしてGMFCS5 を 1 群、4を 2 群、2と 3 を 3 群とし、年齢を
6歳ごとに区切り順に 1期から 6期に区分した。それぞれの各区分間での
群内比較および群間比較をし、側彎の各区分における変化量について一
元配置分析により検討した。Ga、Tr 施術の有無に分け、これらの有無と
側彎の関係についてウィルコクソンの符号順位検定により検討した。【結
果】群内比較では 1群で 1�2 期、1�3 期、2�4 期、2�5 期、3�4 期、3�5
期間に、群間比較では 1�3 群、1�2 群に有意な差が認められた（p＜0.05）。
Ga および、Tr施術者は非施術者と比較しCobb 角が増大している傾向が
見られた。【考察】側彎の増大は運動機能による影響が大きく、運動機能
が低いと急激に増大していくことが考えられる。Ga、Tr 施術者の側彎は、
施術を必要とする地点では既に側彎が増強している可能性が示唆され、
これらのことから側彎の進行は、身体管理を最適に保ち運動機能の低下
防止を図ることが重要と考える。

P4-43-4 重症心身障害児（者）におけるmanual hyper-
inflation およびカフアシストE70を併用し
た肺理学療法の経験

○
たけいた ともひろ

竹板 寛博、久保田 大五、原田 敏昭、山本 孝、大森 啓充、
住元 了

NHO 柳井医療センター リハビリテーション科

【はじめに】近年、肺理学療法の一つとしてMechanical In�Exsufflator
の有効性は報告されてきているが、同調困難等の問題点も指摘されてい
る。当院では重症心身障害児（者）に対して、Manual hyperinflation（以
下MH）を導入してきた。今回、人工呼吸管理下で無気肺を呈する患者に
対して、MHとカフアシストE70 を併用し、改善に至った症例を経験した
ので報告する。
【対象】55 歳女性。ダウン症候群で、入院時より重症肺炎及び呼吸不全に
加え両側胸水貯留及び無気肺を認めた。入院後、気管切開施行し人工呼吸
管理下となった。
【方法】MHにはジャクソンリース回路を使用。肺の圧外傷等のリスクを
回避するため、リザーバーバッグの大きさは 1L、回路に気道内圧計を接
続し、酸素流量は 5Lとした。MH時やMH後に喘鳴・ラトリングなど肺
雑音が聴診された場合にカフアシストE70 を使用した。設定は自動モー
ドで、cough�track 機能を使用し圧：in�out＝20��20、時間：in�out＝1.5�
2.5、低 flow で 30 分�日、3日�週で実施した。実施中はリスク管理のため、
RR、HR、BP、SpO2、EtCO2、呼吸困難、発汗等の臨床症状を詳細に観
察した。
【結果】肺理学療法により多量の粘稠痰が排出され、胸部画像所見にて肺
含気量の増加、炎症所見としてCRPも入院時 6.68 から 0.98 へと改善し
た。実施中バイタルサイン等に大きな変動はみられず、安全に施行でき
た。
【考察】カフアシストE70 には、従来の機種と比べて cough�track 機能が
装備されたことで、患者の自発呼吸に同調することができ、非常に有効な
肺理学療法であると考えられた。

P4-43-5 食事の自力摂取に向けて～50歳代重症心身
障害者に対する作業療法～

○
よしざき しょうご

吉崎 祥吾、村上 健吾、西舘 拓哉、川越 清道、樋口 雄一郎、
山中 貴雄、永瀬 美紀、根本 和夫

NHO いわき病院 機能訓練室

【はじめに】食事は人間の基本的欲求であり、自立して食事をする事は人
間として自然な事である。今回、50 歳代の自力摂取経験が無い重症心身障
害者に対し、約 1年間、自力摂取を目的に介入する機会を得たため、報告
する。【症例】50 歳代男性。脳性麻痺。大島の分類 1。出生後、両親の介
護による在宅療養。主介護者である母が亡くなってから徐々にADLが低
下。歩行困難となり、ベッド上の生活となる。在宅療養が困難となり当院
入院。【経過】介入前は背臥位、全介助にて食事摂取。目標は食事の自力
摂取。プログラムは姿勢の検討、食具の検討、食事動作練習を中心に週 3
回行った。第 1期座位活動時に筋緊張亢進・体幹右側屈が増強するため、
座位は本症例が最もリラックスできる「クッションチェア」を選択。ス
プーンを自分の意思で把持する事はない。口唇閉鎖は不十分で流涎多い。
自力摂取への意欲は低い印象。第 2期スプーンを自分の意思で把持し、口
腔内に入れる場面が増える。手と口の協調性が不十分で、スプーンを口腔
内に入れる際に過度な頚部の伸展・右回旋が見られる。第 3期動作の積
極性は増し、スプーンへのリーチは獲得したが、皿の食材を掬う動作は獲
得出来なかった。しかし、上肢の動作誘導を行った結果、頚部の過伸展・
回旋は減少した。【考察】1年間の介入で食事自力摂取を達成する事は出来
なかった。しかし、姿勢の工夫、動作練習の反復により、自力摂取の経験
が無い重症心身障害者でも食事に対する自発性は向上し、活動量が向上
する等、確実な変化は見られた。介助を要しながらも食事が自分のペース
で可能になった事で、QOLは向上したのではないかと考える。

P4-43-6 脳性麻痺児に対する筋解離術を中心とした多
部位同時手術後の理学療法～歩行能力が向上
した症例を通して～

○
しんかい たかふみ

新開 崇史1、村井 伯啓1、栁田 和子1、西山 正紀1,2

NHO 三重病院 リハビリテーション科1、NHO 三重病院 整形外科2

【はじめに】当院、整形外科において脳性麻痺児に対する筋解離術を中心
とした多部位同時手術が行われている。今回、多部位同時手術後、半年間
の入院リハビリテーション（以下、リハ）を実施し、良好な結果を得たの
で報告する。【症例紹介】7歳男児。痙性四肢麻痺で、粗大運動分類システ
ム（以下、GMFCS）レベル 4である。端座位は可能も円背姿勢であり軽
度の介助が必要で、歩行は尖足が強く、重度の介助やミニウォークで数m
の歩行が限界であった。手術は、両股関節内転筋、薄筋、腸腰筋筋解離、
両膝内外側ハムストリングス延長、両腓腹筋腱切開手術、後脛骨筋筋間延
長が施行された。【経過および結果】術後 4日目より理学療法（以下、PT）
を開始し、関節可動域訓練、筋力訓練などを行った。以降、段階的にリハ
を進め、術後 11 日目より平行棒内にて立位訓練を実施し、術後 81 日目に
posture control walker（以下、P.C.W.）にて 15m歩行可能となり、術後
176 日目に退院した。退院時には端座位は監視レベルで、片手支持での
リーチ動作も可能となり、P.C.W．での歩行は連続 320m可能となった。
【考察】多部位同時手術後の PTとして、侵襲した運動方向の単関節筋の
強化、新たに獲得した可動域での筋出力を促すこと、などを視野に入れて
PTアプローチを展開した。GMFCSレベル 4・5の者では、獲得した可動
域での筋出力を実際の動作に結びつけていくことに時間を要することが
あるが、半年間にわたる入院での術後リハの実施は、効果的に筋力が動作
に結びつき、座位能力や歩行能力の改善に繋がったと考えた。
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P4-43-7 JOIN THE GAME～福山型筋ジストロフィー
の学童と発達障害児の交流への挑戦～

○
の ず え

野末 あずみ1、高橋 伸寿1、加藤 華奈美1、森 元気1、
酒井 智也1、小木曽 南美1、安田 寛二2

NHO 静岡富士病院 機能訓練室1、NHO 静岡富士病院 小児科医長2

【はじめに】当院では重症心身障害病棟の患者及び小児発達外来受診児に
対して、リハビリテーションを行っている。今回発達外来通院中児童と重
症心身障害児との遊びの場面をつくり双方の対人関係、コミュニケー
ションの発達を促す試みを報告する。【対象】発達障害児：3名（通常級・
支援級に在籍中の小学 3～6年生 男児 2名 女児 1名）共通して対人欲
求はあるが、自分から関わることが苦手である。福山型筋ジストロフィー
児（以下筋ジス児）：1名（養護学校に在籍中の小学 5年生男児）2歳時よ
り入院生活で、知的発達が 1歳半に相当。甘えが強い。【方法】発達障害
児と筋ジス児が一対一で 20 分間の交流を数回行い、その度双六や物の作
成などの遊びをスタッフが設定し実施。実施中家族には席を外してもら
い、スタッフ 2名は最低限の交流や遊びの進行を促す。交流の前後に発達
障害児は共感指数（EQ）日本語版、筋ジス児は重症心身障害児（者）の
為の生活機能評価表、両者に目標とする行動の点数化を図るGASを実
施。また行動の観察、家族・スタッフからの聞き取り、発達障害児からは
感想を聞く。【考察・結果】遊びの中で日頃自分から他者へ発信が苦手な
発達障害児が、筋ジス児を気遣い、積極的に関わっていく変化が観察され
た。筋ジス児に関しても、遊びの設定により積極的に発達障害児に関わろ
うとする変化が観察された。小児は基本的に遊びの中で成長発達する。今
回の試みとして、普段関わることのない相手と遊びの中で共通の目標に
対し共有・達成を繰り返すことは、双方のコミュニケーションの発達に
つながると考える。

P4-43-8 アテトーゼ型脳性麻痺に伴う頸椎症性脊髄症
から四肢麻痺を呈した症例の車椅子作成につ
いて～姿勢の安定性に注目して～

○
た き の まさふみ

滝野 雅文、鷺池 一幸、三吉 章浩、瀧口 裕子、米田 喜一、
武田 貴光、篠崎 明寛、安藤 奈由、青木 良磨

NHO 横浜医療センター リハビリテーション科

【はじめに】アテトーゼ型脳性麻痺に伴う代表的な二次障害として頸椎症
性脊髄症があり、不随意運動のため手術後も頸椎の変化をきたしやすく、
長期にわたり脊髄症の再発。進行に注意する必要があるとされている。今
回アテトーゼ型脳性麻痺に伴う頸椎症性脊髄症に対し、前方固定術を施
行され、術後に嚥下障害、車椅子座位保持困難となり退院に難渋した一症
例について車椅子作成後の姿勢変化について報告する。【症例】年齢 41
歳女性。アテトーゼ型脳性麻痺。知的発達は正常。筋力：四肢MMT2
レベル 感覚：C5 以下知脱失。ADL：車椅子全介助レベル。【経過】2011
年 12 月頃より左上下肢の痺れ、四肢の脱力増悪。脊髄造影にて硬膜内髄
外腫瘍指摘され入院。7月 9日 C3�5 椎弓形成施行、8月 2日 C6�7 椎弓形
成、さらに 8月 7日 C2�3 硬膜内髄外腫瘍摘出術施行。その後神経学的な
改善なく、2014 年 11 月 18 日ハローベスト併用しC3�6 前方固定術施行。
現在も車椅子全介助レベルで外来リハビリテーション継続中。【結果】普
通型車椅子では不随意運動によって同一姿勢の保持が困難であるため、
姿勢安定化を図ることを目的に tilt 型車椅子を作成し、座面・バックレス
トの検討とポジショニングを行った。結果、車椅子座位姿勢は改善し、安
定して保持することが可能となった。

P4-44-1 当院における造血幹細胞移植患者に対するリ
ハビリテーション

○
す が た あ さ み

菅田 亜沙美1、長谷 宏明1、日浦 雅則1、但馬 史人2、
吉川 尚秀1,3、南崎 剛3

NHO 米子医療センター リハビリテーション科1、
NHO 米子医療センター 血液腫瘍内科2、NHO 米子医療センター 整形外科3

［はじめに］造血幹細胞移植患者は大量の抗がん剤投与や移植に伴う合併
症、食欲不振による低栄養、活動範囲の制限などにより筋力や運動耐用能
低下を来すことは周知の事である。さらに、当院では移植患者の年齢層が
高い傾向にあり、活動量減少による廃用症候群の予防が課題となってい
る。この対策として、入院早期より病棟内や無菌室内で積極的にリハビリ
テーション（以下リハビリ）を実施している。今回、当院における造血幹
細胞移植患者に対するリハビリについて症例紹介を加えて報告する。［リ
ハビリ内容］入院翌日より筋力練習、自転車エルゴメータ、踏み台昇降練
習、握力ボール等、全身状態に応じて種目を選択し、1日 2回実施する。
体力評価は入院時（移植前）および退院時（移植後）に実施する。［症例
紹介］65 歳女性。診断名は急性骨髄性白血病。体重は移植前 46.3kg、移
植後 42.2kg。PS は移植前 1、移植後 1。握力は移植前 23.1kg、移植後 20.7
kg。膝伸展筋力は移植前 0.40kgf�kg、移植後 0.44kgf�kg。6 分間歩行距離
は移植前 425m、移植後 411m。急性 GVHDは発症せず、移植後 42 病日で
自宅退院に至った。［まとめ］本症例はで筋力、運動耐用能に著しい低下
を認めず、入院時の体力を概ね維持した状態で退院することができた。要
因として 1．入院早期から介入したこと、2．体力に応じて少量頻回のリハ
ビリを実施したこと、3．限られたスペースで行える自転車エルゴメータ
や踏み台昇降を用いて有酸素運動を実施したことなどが考えられた。さ
らにリハビリの効果を向上するためには医師、看護師との情報共有を強
化すること、およびリハビリ時間以外の活動量を増やすことが重要と思
われた。

P4-44-2 当院におけるがん患者リハビリテーションの
特徴と今後の展望

○
ひ た か しゅん

日高 俊1、笹島 直美1、橋本 守朗1、田中 成和1、今村 康子1、
羽島 厚裕1、北山 次郎1,2、大賀 丈史3

NHO 福岡東医療センター リハビリテーション科1、
NHO 福岡東医療センター 脳血管内科2、NHO 福岡東医療センター 外科3

【はじめに】
当院では 2013 年 2 月よりがん患者リハビリテーション（以下がんリ
ハ）の施設基準を取得した．そこで当院におけるがんリハの特徴を把握
し，今後の課題や展望について考察した．
【対象と方法】
2013 年 2 月から 2014 年 1 月までに処方された 239 例（男性 137 例，女性
102 例，平均年齢 71.6±10.1 歳）を対象に原発巣別，治療別，転帰先，実
施時間の割合を調査した．さらに手術療法の患者を対象に術後動作開始
日数，術後在院日数を調査した．
【結果】
原発巣別割合は頭頸部がん 3例（1％），乳がん 5例（2％），肺がん 103
例（43％），消化器系がん 93 例（39％），造血器腫瘍 35 例（15％）であり，
治療別割合は手術療法 153 例（64％），化学療法 67 例（28％），放射線療
法 14 例（6％），緩和ケア 5例（2％）であった．転帰先は自宅 212 例（89％），
転院 25 例（10％），死亡 2例（1％）であり，1人に対する 1回あたりの平
均実施時間は理学療法，作業療法ともに 24 分であった．また，手術療法
の患者の術後平均動作開始日数は端座位 1.4 日，起立 1.5 日，歩行 1.6 日，
術後平均在院日数は 20.3 日であった．
【今後の課題と展望】
当院では理学療法士 2名，作業療法士 2名ががんリハ研修を修了し運営
を行ってきた．対象患者は手術療法の周術期リハが 64％を占め，化学療
法，放射線療法，緩和ケアの患者に対しての介入は不十分であった．さら
に，実施時間も十分とはいえず，統一的な評価や治療も未確立のままであ
る．よって今後は，対象患者を拡大させるとともにEBMに基づいた介入
を行うため，『がんのリハビリテーションガイドライン』などを参考とし
た評価や治療の統一が必要である．
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P4-44-3 当院におけるがん患者リハビリテーションの
実施状況

○
つじはら み ち お

辻原 美智雄
NHO 金沢医療センター リハビリテーション科

【はじめに】当院は石川県のがん診療拠点病院となっている。平成 24 年度
には 2グループが厚生労働省委託事業による「がんのリハビリテーショ
ン研修 ワークショップ」を受講し、終了している。そして、平成 25
年 5 月 1 日付けで施設基準を取得し、がん患者リハビリテーションを本
格的に実施している。実施から 1年を経過しデータを基に振り返り報告
する。【方法】がん患者リハビリテーションに従事した理学療法士、作業
療法士、言語聴覚療法士数を調査する。また電子カルテ上の記録、評価会
等での資料等で平成 25 年 5 月 1 日から平成 26 年 4 月 30 日の 1年間の
がん患者リハビリテーションの処方科別件数、また理学療法士、作業療法
士、言語聴覚療法別にがん患者リハビリテーションの処方件数、実施単位
数を調査する。【結果】平成 25 年度にがん患者リハビリテーションに従事
した理学療法士は 2名、作業療法士は 2名、言語聴覚士は 1名、平成 26
年度は理学療法士は 3名、作業療法士は 2名、言語聴覚士は 1名であっ
た。1年間のがん患者リハビリテーション処方総件数は 210 件であった。
診療科別では、外科 54 件、消化器科 36 件、血液内科 25 件、呼吸器外科
16 件、放射線科 14 件、泌尿器科 11 件、婦人科 10 件、耳鼻科 8件、歯科
2件であった。また、理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士別処方件
数はそれぞれ 206 件、32 件、8件であった。理学療法士、作業療法士、言
語聴覚療法士別実施単位数はそれぞれ 4053 単位、777 単位、64 単位で
あった。

P4-44-4 乳癌術後の上肢機能がADLとQOLに及ぼす
影響

○
よ し だ ゆたか

吉田 豊1、守谷 梨絵1、三井 貴史1、渡邉 友浩1、渡利 太1、
河田 健吾2、三好 和也2

NHO 福山医療センター リハビリテーション科1、
NHO 福山医療センター 乳腺・内分泌外科2

【はじめに】乳癌術後の運動機能は 1，2年で改善する，一方で 5年以上経
過しても日常生活上の困難感があるという報告もある．今回，我々は乳癌
術後 3か月の運動機能がADLや QOLに影響しているかを検討した．
【方法】当院にて平成 23～25 年に乳癌術後に運動療法を実施し，術後 3
か月の時点で経過観察が可能であった 70 名を対象とした．性別は全て女
性．平均年齢は 59.5 歳．基本情報は，病期，術式，郭清の有無，下胸筋神
経の有無，肋間上腕神経の有無を調査した．評価項目は，肩関節可動域
（以下，ROM），DASH，SF�36 を実施した．術前ROMの屈曲と術後 3
か月を比較し，改善の有無で 2群（改善群 32 名，低下群 38 名）に分け，
ROMの改善の有無がどのように影響するかを比較検討した．有意水準は
5％未満とした．【結果】改善群の術前ROMは 160̊,3 ヵ月後 162.5̊ であっ
た．以下，同様に低下群 170̊,160̊ であった．DASHスコアは，改善群 5.8
点，低下群 9.2 点であった．SF�36 の PFは改善群 51.6 点 vs 低下群 50.8
点，RPは 42.6 点 vs42.6 点，BPは 49.5 点 vs49.9 点，GHは 44.9 点 vs43.5
点，VTは 51.8 点 vs47.2 点，SFは 50.5 点 vs43.9 点，REは 43.8 点 vs52.3
点，MHは 46.5 点 vs45.1 点であった．両群間に有意差は見られなかった．
ROMの低下は，術式，郭清の有無，肋間上腕神経の有無が影響し、DASH
の項目では，「カギを回す」，「かぶり物の衣服を着る」がADLに影響して
いた．【考察】術後 3ヵ月に多くの症例でROMの低下がみられた．また，
ROMの低下による日常生活動作の困難感を訴えていた．その影響は，術
式やリンパ節郭清，神経の温存の有無の関連が示唆される．この結果よ
り，周術期の運動療法のみでなく，必要に応じて外来での支援が必要と考
える．

P4-44-5 国立病院機構の“強み”を活かした相互連携を
考える～施設間交流を通して～

○
ひ ら い かずひろ

平位 和寛1、下里 佳敬2、國 絵里香3、福井 基孔1

NHO 肥前精神医療センター リハビリテーション科1、
国立療養所宮古南静園2、国立療養所奄美和光園3

【はじめに】現在全国には 165 の国立病院機構と国立病院関連施設が存在
する。筆者が所属する国立病院機構九州グループ（ハンセン氏病施設を含
む）にはそのうち 30 の施設があり、各施設では専門的治療や特色を生か
した取り組みが展開されている。筆者は国立病院機構の最大の強みを系
列病院の多さとそれらの施設が相互に連携しながら医療の質を向上させ
ていけることにあると考えている。しかしながら九州内の施設を見回し
てみると、相互の関わりは限定的で、多くの施設が臨床上の問題点や課題
に独自で対応している現状に気づく。特にリハビリテーション分野にお
ける関係は希薄で、臨床上のノウハウを教え合い、連携するといったシス
テムは存在しない。今回ハンセン氏病施設に勤務する作業療法士との交
流を持つ中で、施設入所者の様々な問題を共有し、それらの解決に向けて
研鑽する機会を作る事が出来た。筆者自身もこの研修から多くのことを
学び、感じることができたので、今回の経験にわずかながらの私見を加
え、報告したいと思う。【概要】今回鹿児島の奄美和光園と沖縄の宮古南
静園からそれぞれ 1名ずつ、2名の作業療法士を研修生として受け入れ
た。両ハンセン氏病施設では入所者の高齢化に伴い、認知症や摂食嚥下機
能低下による誤嚥などが発生し、それらに対応するためのリハビリテー
ションサービスの充実が必要であった。そのため当院での研修を企画し
認知症やその他の精神障害や摂食嚥下機能障害をはじめとする身体障害
に対するリハビリテーションについて重心的に学習できるように研修を
実施。実際に認知症や摂食嚥下機能障害に関わるスタッフと意見交換や
相互交流する機会を提供した。

P4-44-6 ハンセン病後遺症（全盲・感覚障害）と
Pusher・左肩部痛・腰痛の合併により、リハ
ビリに難渋した右脳梗塞の一症例

○
やました え り や

山下 選也、中島 誠
国立療養所栗生楽泉園 リハビリテーション科

症例は 85 歳のハンセン病後遺症（全盲・全身斑状感覚障害）を持つ女性
である。当園で支援を受けて生活し、歩行・食事・入浴が自立していた。
H25.10.1 右脳梗塞発症。4病日に再発し重度左片麻痺（Br.stage：上下肢
1）となる。16 病日から筆者がリハを担当した。口頭で運動情報を伝えつ
つ、左側上下肢にタッピングの促通を開始、52 病日から促通反復療法に変
更。筋の反応と運動学習の持ち越しは少なかった。目と身体右側からの
フィードバック制限によるボディーイメージの再構築や運動と感覚の統
合の困難、注意・情動障害による集中力不足が考えられる。
28 病日より動作訓練を開始したが Pusher が出現。自発的起き上がりで
端坐位での Pusher が軽減した。支持面や重心の探索が、自己と環境の相
互関係を認識する手掛かりになったと考える。右側車椅子移乗で右下肢
の抵抗が発生したが、左側移乗で軽減した。
1病月に亜脱臼による腱板炎が原因と考えられる左肩部痛が発生。2病月
に尿路感染の発熱で増悪しリハ困難になった。安静、ホットパック、
TENS、スリング装着で軽減した。肩関節屈曲の促通反復療法は他動的
ROMex.より疼痛が少なく可動域維持ができた。随意運動が肩甲帯周囲筋
の防御性収縮を抑制したと考える。
左肩部痛と同時期に腰痛が発生、増悪した。股関節伸展ストレッチで疼痛
が増強したため、原因は短縮した大腰筋の牽引による腰椎前弯と考えた。
大腰筋マッサージと椎間関節モビライゼーションで軽減。
7病月より長下肢装具を使用して立位訓練を開始。立位での腰痛が軽減し
た。大殿筋の活動が拮抗筋である大腰筋を相反抑制したと考える。
7病月の Br.stage は上肢 2・下肢 3で、ADLは発症時よりほぼ変化なく
全介助である。
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P4-45-1 TQM活動を通じた退院時リハビリテーション
指導の質の向上に対する取り組みについて

○
かじたに やすひろ

梶谷 泰央1、田中 正則1、稲富 真理恵1、本多 有紗1、
山口 みずほ1、立川 義博2

NHO 佐賀病院 リハビリテーション科1、NHO 佐賀病院 人材育成所2

【はじめに】患者の自宅退院が決定後や、日常的に退院に向けた指導を
行っていたにも関わらず、退院時リハビリテーション指導料をほとんど
算定されていない現状があった。そこで、TQM活動を通じて職場内での
意識改善を図ったので報告する。【方法】当院整形外科疾患入院患者を対
象に転帰や指導の状況などを平成 25 年 9 月に調査した。調査の結果、転
院以外の自宅退院 19 名で退院時リハビリテーション指導料を算定でき
る状態で指導を行った患者は 2名のみであった。この現状を分析するた
めにTQM活動としてフィッシュボーンを用いて活動計画と改善実施策
の立案等、専門家によるヒアリングを 2回体験した。算定できない原因と
して書類作成が面倒という意見が一番多く寄せられたため、簡易に使用
できる腰・股・膝・足・肩・手の 6つの主要部位ごとに退院時指導用資
料を作成し運用することとした。【結果】平成 26 年 2 月～5月に再調査し
たところ月別自宅退院患者数に大差はなかったが、算定できる状態で指
導を行った件数は、9月期では 10.5％であったのに対して、再調査時では
70％程度の割合で算定件数も増加していた。【考察】TQM活動を通じて、
当科の患者サービスの向上、医療の質の向上を図るため、身近な問題で出
来ることから改善に結びつけることができた。今後はこの活動を水平展
開し定着化を図るために、医師からの処方定着化、個別対応可能な書式へ
の改定、整形外科から全診療科への展開、退院日のリハビリテーション科
への連絡体制を整えるなどが挙げられた。

P4-45-2 医療系会議へのファシリテーション導入につ
いて

○
わ た べ た く や

渡部 琢也、小川 順也、内田 裕子、立石 貴之、織田 千尋、
佐藤 福志、小林 庸子

国立精神・神経医療研究センター病院 身体リハビリテーション科

【はじめに】当院リハビリテーション科における職員会議は全員参加で月
1回定例的に実施してきたが，1時間以上になることが多く，結論に至ら
ないことが多々あった．近年，企業の会議運営では合意形成型会議（ファ
シリテーション）が話題となっている．今回，医療系職場の会議として，
時間の管理，結論の全員合意になるようファシリテーションを実施し，昨
年度までの会議と比較した．【方法】昨年度からリハビリテーション科会
議に参加したスタッフ 18 人に対し，会議についてアンケートと満足度
（VAS）を取り昨年度の会議と今年度（合意形成型会議）を比較した．今
年度は事前に議題を募り，報告事項と決議事項に分けて周知させた．ファ
シリテーター（進行役）を中心に会議（30 分）を進め，議題，議事録はホ
ワイトボード，大型モニターで出力し“見える化”を図った．決議事項は
全員が合意形成のもとで決定とした．【結果】昨年度の会議に関する意見
では，「時間が長い」，「議題とは関係ない話に変わる」，「議題数がわから
なくてストレスを感じた」が挙がった．満足度はVASで 3.2cmであった．
今年度は「以前より時間が短縮した」との意見が多く，「“見える化”で理
解しやすい」との意見が挙がり，VASは 7.6cmと上がった．【考察】今回，
ファシリテーションを実施することで会議時間を短縮し，合意形成を促
せることができた．医療系会議は多職種での話し合いになることが多く，
それぞれの立場で意見や考え方があり，合意形成が得られにくくなるこ
とが考えられる．議題の事前周知，“見える化”で時間短縮ができファシ
リテーションにより合意形成ができたと示唆された．

P4-45-3 リハビリテーション科における内部監査の導
入とその有用性について

○
こばやし り え

小林 理英、松尾 剛、佐藤 純一、井上 智人
NHO 四国こどもとおとなの医療センター リハビリテーション科

【はじめに】当院は、平成 25 年 5 月に統合新病院として開院し、リハビリ
テーション科は 3職種、6部門、20 名でのスタートとなった。また、施設
基準の変更や電子カルテ導入等のシステムの再構築を行った。今回、施設
基準の遵守と適切な診療報酬の請求を守るために内部監査を導入したの
で報告する。【実施期間と方法】平成 25 年 7 月～平成 26 年 3 月に 4回実
施した。方法は 2カ月に 1回、リハ科職員間で、士長が提示した監査項目
方法に基づいて実施し、その結果を書面にて報告した。士長は毎回終了
後、結果のフィードバック、問題の抽出と対策を講じた。【結果】毎回の
監査結果で約 50 件の報告があった。指摘の多かった項目は 1位『総合実
施計画書』、2位『カンファレンス』、3位『リハ前診察』であった。当初
は、所見入力や時間などの“記録の不備”や、カンファレンス・リハ前診
察の“未実施”、実施計画書の“未算定”が目立ち件数も分散されていた。
内部監査の回を重ねる毎にカンファレンスの“未実施”、実施計画書“未
算定”に集約してきた。監査後は、時間や所見入力の指導、リハ前診察の
実態調査、カンファレンスのシステム化、実施計画書算定上の問題把握と
算定率のフィードバックを行った。【考察】前半は指摘内容にばらつきが
あったため、施設基準や診療報酬遵守の観点から優先順位を決め対策を
講じた。後半にはシステム上の未解決に集約した結果となった。内部監査
は、通常業務では把握しにくい問題点の抽出を可能にし、職場の問題を捉
えることに有効であった。また、施設基準や診療報酬請求に関する知識の
向上を図り、外部監査に対する個々の適応能力を養うことができるので
はないかと実感した。

P4-45-4 グッドミン服用がリハビリに影響を与えたと
思われる1例

○
うちぞの だ い き

内苑 大樹1、山元 隆文2、後藤 正道3

国立療養所星塚敬愛園 リハビリテーションセンター1、
国立療養所星塚敬愛園 副園長2、国立療養所星塚敬愛園 園長3

睡眠導入剤であるブロチゾラム（グッドミン）はベンゾジアゼピン系薬物
と同様に、視床下部や大脳辺縁系でベンゾジアゼピン受容体と結合し、
GABA受容体の親和性を高め、睡眠、抗不安など中枢神経抑制作用を示
す。その臨床薬理効果は非常に高いが、過剰作用もみられることより、特
に高齢者に対しては慎重な投与、投与量の調整が求められる場合も少な
くない。今回、疼痛による夜間不眠に対して投与されたグッドミンがリハ
ビリに影響を与えたと思われる症例を経験したので報告する。
症例は 92 才女性、体重 37.7kg。肝機能異常なし。平成 25 年 4 月 11 日、
自宅転倒にて右上腕骨外科頚骨折。4月 18 日に骨接合術ロッキングプ
レート施行。術後疼痛によって断続的に夜間不眠が発生したため、グッド
ミン（0.25g）が処方された。投薬後、夜間良眠になるも日中まで覚醒低下
が持続、意欲も低下し、リハビリはほとんど困難であった。FIM : 41�126。
高齢に伴う意欲低下が原因と思われたが、その後、疼痛軽減の物理療法・
運動療法と並行しながら、主治医に相談しグッドミンを中止すると日中
の覚醒がすみやかに得られたため、以後のリハビリは患者も意欲を維持
しながら実施可能となった。FIM : 78�126 と改善。
今回の症例を通じて、リハビリにあたっては対象患者の身体的状況を十
分把握するとともに、内服薬などの状況も確認して実施することが必要
だと思われた。
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P4-45-5 重症例におけるバランス評価法としての下肢
荷重率測定の有用性

○
おおぎく さとる

大菊 覚、加嶋 憲作、河邑 貢、津田 泰路、馬渕 勝、
峯田 拓也

NHO 高知病院 リハビリテーション科

【目的】本研究の目的は，片脚立位能力が顕著に低下した症例におけるバ
ランス評価法としての下肢荷重率測定の有用性について検討することで
ある．【対象と方法】対象は，片脚立位時間が 2秒未満もしくは測定困難
であった高齢入院患者 31 例である．下肢荷重率の測定は，市販体重計 2
台に左右の脚をのせた立位で行った．片側下肢に最大限体重を偏位させ
るように指示し，約 5秒間安定した姿勢保持が可能であった荷重量（kg）
を体重（kg）で除した値を下肢荷重率（％）とした．バランスの指標には
Berg Balance Scale（以下，BBS）を採用した．下肢荷重率とBBSの関連
分析には pearson の相関分析を用い，有意水準は 5％未満とした．【結果
と考察】対象の平均下肢荷重率は，77.6±9.6％，平均 BBSは，39.6±8.9
点であった．下肢荷重率とBBSの間には，r＝0.73 の有意な相関を認め
（p＜0.01），重症例におけるバランス評価法としての下肢荷重率測定の活
用可能性が示唆された．BBSは主要なバランス評価法の一つだが，検査項
目が多く，時間と労力を要するため，虚弱高齢者では完遂することが困難
な場合も少なくない．一方，下肢荷重率測定は簡便であり，汎用性に優れ
ている．下肢荷重率に関する先行研究では，歩行自立度の判別や下肢支持
性を反映する指標となることが報告されているが，重症例における十分
な検討はなされていない．今回，片脚立位が困難な者を対象として，下肢
荷重率とBBSに有意な相関関係が認められたことから，下肢荷重率測定
は重症例にも適応可能なバランス評価法となり得るものと考えられた．

P4-45-6 高齢者糖尿病に対する運動指導の取り組み

○
す ず き かずひこ

鈴木 一彦、佐藤 史明、寺本 圭織、大沢 翔太、高橋 和希、
井場木 祐治

NHO 天竜病院 リハビリテーション科

【はじめに】
当科では平成 24 年 1 月から平成 26 年 2 月の約 2年間で糖尿病教育入院
を 34 症例（男性 18 人、女性 16 人）経験した。34 症例の年齢は 64.9±14.3
歳と高く、内 65 歳以上の高齢者が 55.6％を占めた。朝田らは 65 歳以上の
高齢者の約 13％が軽度認知障害（Mild Cognitive Impairment：以下
MCI）を有していると報告し、実際の運動指導で患者の認知機能障害から
指導に苦慮する場面が散見された。糖尿病教育入院患者の 2人に 1人が
65 歳以上という現状を踏まえ、平成 25 年度から高齢者糖尿病の指導につ
いて検討を重ねてきた。そこで、当科の取り組みについて報告する。
【取り組み】
平成 24 年 1 月から平成 26 年 2 月に当科へ糖尿病教育入院パスを受けた
19 名の 65 歳以上の糖尿病患者を対象に運動指導に関する質問調査や患
者の反応等から運動指導の問題点を抽出した。また指導に当たった理学
療法士にも質問調査を実施した。改善案として指導資料の改訂、退院後の
運動方法の検討、MCI の把握等が挙げられた。各々の改善策を Power
Point による指導資料の作成、自宅で行える簡易運動としてラバーバンド
の推奨、山口式キツネ・ハト模倣テストの実施や会話の応対観察を取り
入れ、MCI の把握をすることとした。
【まとめ】
高齢者では認知機能や身体機能に個人差が大きく、個々の患者の能力に
対応した指導が行える事が重要である。MCI の把握は療法士にその指導
内容を優しく設定する意識を高め、資料を見やすくすることが患者の理
解度を高める手助けとなると思う。また、退院後も取り組みやすい運動を
紹介することが退院後の運動療法のアドヒアランスを高めると考える。

P4-45-7 当院における慢性腎臓疾患を有する患者に対
する理学療法指示の現状

○
さかぐち りょうすけ

坂口 良輔1、山村 剛2、石橋 功3、三上 雅史1、高橋 士郎1

NHO 北海道医療センター リハビリテーション科1、
NHO 北海道医療センター 腎臓内科2、
NHO 旭川医療センター リハビリテーション科3

【はじめに】昨今，本邦の慢性腎障害（以下CKD）患者数は約 1330 万人
と推計され，慢性透析患者数は年々増加して 30 万人を超えると報告され
ている．また，CKDに対してのリハビリテーションの有効性も報告され
ている．当院は 3次救急を担う急性期病院であり，対象とする腎疾患は急
性疾患から慢性疾患まで多岐にわたる．そこで今回，当院における慢性腎
臓疾患を有する患者に対する理学療法指示の現状を把握するため，後方
視的に検討した．【方法】電子カルテより平成 22 年 4 月から平成 26 年 3
月の 4年間の理学療法指示を年度ごとに抽出し分析を行った．慢性腎疾
患のスクリーニング方法は理学療法指示の内，腎臓内科からの指示を対
象とし検討を行った．【結果】全指示件数は 6077 件．その内，腎臓内科か
らは入院指示のみであり，245 件で全体の約 4％であった．平均年齢は
76.1 歳，男性 127 名女性 118 名であった．対象者のCKDの有病率は
82.3～93％と年度間で大きな違いは認めなかった．また，CKDステージ
分類が高い重症者ほど人数が多い傾向にあり，ステージ 5の患者が最も
多かった．また，ステージ 5では透析導入前の患者数が多かった．【まと
め】当院では，透析導入前の高齢患者が多かった．その結果から当院にお
けるCKDに対するリハビリテーションは，廃用症候群だけでなく腎保護
の観点からも運動を考えていく必要性が示唆された．今後はCKD患者に
対する教育入院時のリハビリテーションメニュー作製や、治療訓練内容
の再検討、加えて急性疾患も含めた検討を行う必要がある．

P4-46-1 デュシェンヌ型筋ジストロフィー長期生存例
における頭部CT所見の検討

○
た か だ ひ ろ と

高田 博仁1、逢坂 耕司2、今 清覚1、小山 慶信1、木村 珠喜1、
長畑 史子2

NHO 青森病院 神経内科1、NHO 青森病院 放射線科2

【目的】近年、ジストロフィノパチーの中枢神経障害が注目されている。
本邦にはデュシェンヌ型進行性筋ジストロフィー（DMD）の長期生存例
が多いとされるが、中枢神経障害に関する検討は少ない。我々は長期生存
DMDにおける脳の画像所見について頭部CTを用いて検討した。【方法】
対象は当院入院中の遺伝子診断が実施された 40 歳以上のDMD4 例（年
齢 44～46 歳、平均 45 歳）。頭部CT検査を施行、眼窩上縁・第 4脳室、
側脳室前角・松果体、側脳室体部を通る各断面において、CT値が 25～60
HUに相当する領域を脳実質面積として測定、さらにEvans Index を計
測した。正常対照として同年齢の健常者 4例（40～51 歳、平均 45 歳）に
おける頭部CT所見の計測を行った。【結果】DMD全例で前頭葉側頭葉優
位のびまん性脳萎縮像が認められた。明らかな脳梗塞および虚血を示唆
する所見はみられなかった。側脳室体部レベルでは大きな差は認められ
なかったが（DMD平均：健常者平均、0.92 : 0.94）、第 4脳室レベル（0.73 :
0.91）と側脳室前角レベル（0.85 : 0.94）では、明らかにDMD例で測定面
積が低値を示した。DMD例の Evans Index は平均 0.29 であり、1例のみ
が 0.31 と異常値を呈した。DMD2 例では 7年前の頭部CT所見と比較す
ることができたが、面積値およびEvans Index はほぼ同様の値を示した。
【結論】長期生存DMD例では、頭部CT所見上、脳萎縮が認められた。
経時的変化や虚血性所見が明らかではないことから、DMDに特徴的な所
見と考えられたが、症例数を増やした経時的な検討が必要と思われる。
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P4-46-2 国内筋ジストロフィー専門入院施設における
筋強直性ジストロフィーの病状と死因の経年
変化

○
さいとう と し お

齊藤 利雄、松村 剛、藤村 晴俊、佐古田 三郎
NHO 刀根山病院 神経内科

【緒言】筋ジストロフィー研究班では，平成 11 年度から全国 27 筋ジスト
ロフィー専門施設の入院患者データベースを作成してきた．本データ
ベースでは，10 月 1 日時点での入院中患者の情報と，年度ごとの死亡例
数，死亡原因の情報を収集している．本データベースに登録されている筋
強直性ジストロフィー（DM）症例数はDuchenne 型筋ジストロフィー症
例数に次ぐ数であり，本検討ではこの情報を後方視的に検討する．【方法】
登録されたDM症例数の年度ごと変化，人工呼吸器装着状況，平均年齢，
栄養管理法を経年的に解析した．調査期間を平成 11�14 年度，15�19 年度，
20�25 年度の 3群に分け，死亡例数，死亡時年齢，原因を検討した．【結果】
平成 11 年度の入院例数は 333 例で，平成 17 年度まで経年的に増加して
いたが，その後はほぼ一定で推移し，平成 25 年度は 375 例であった．人
工呼吸器装着率は，平成 11 年度の 19.8％から経年的に増加し，平成 25
年度は 56.1％となった．入院患者の平均年齢は，平成 11 年度は 51.0 歳で
あったが，平成 25 年度には 53.8 歳となった．平成 11 年度の経口摂取可能
率は 86.2％であったが，経年的に減少し，平成 25 年度には 52.9％となっ
た．平成 11�14 年度の死亡例数，死亡時平均年齢はおのおの 126 例，56.9
歳，平成 15�19 年度では 175 例，57.6 歳，平成 20�25 年度では 239 例，59.8
歳であった．死亡原因は，いずれの期間でも呼吸不全・呼吸器感染が最も
多く全体の半数を占め，次いで心不全であった．【結論】筋ジストロフィー
病棟入院中のDM患者は高齢化，重症化している．

P4-46-3 遺伝性筋疾患登録についての東北地方におけ
る患者対象アンケート調査

○
こばやし み ち お

小林 道雄1、小原 講二1、阿部 エリカ1、和田 千鶴1、
高橋 俊明2、高田 博仁3、豊島 至1

NHO あきた病院 神経内科1、NHO 仙台西多賀病院2、NHO 青森病院3

【目的】本邦ではRemudy（Registry of Muscular Dystrophy）や、神経・
筋疾患医学情報登録・管理機構などで遺伝性筋疾患患者の登録が行われ
ているが、これが患者にどの程度周知されているのか現状を知る。【方法】
東北 6県のDMD，BMD，DMRV，FCMD患者を対象に以下の方法で調
査した；1）前年度調査で、上記 4疾患の患者を診ていた東北 6県の神経
内科専門医，小児神経専門医 40 人に、患者用アンケートを送付（275 通）
2）日本筋ジストロフィー協会東北ブロック大会で配布（35 通）3）あきた
病院の患者には聞き取り調査（20 通）。【結果】計 64（DMD 36，BMD
13，DMRV 7，FCMD 8）人から回答（回収率 19％）。Remudy について
は、「聞いたことがない」22％，「話に聞いたことはある」22％，「ホーム
ページをみたことがある」9％，「実際に登録した」47％であった。神経・
筋疾患医学情報登録・管理機構については、「聞いたことがない」45％，
「話に聞いたことはある」33％，「ホームページをみたことがある」16％，
「実際に登録した」6％であった。患者登録をどのようにして知ったかは、
「医師から」57％，「患者会から」45％，「インターネットで」19％，「他の
患者から」9％であった。まだ登録をしていない患者の理由は、「聞いたこ
とがなかった」43％，「登録の手間が面倒」23％，「自分が登録できると知
らなかった」20％，「遺伝子診断が確定していない」17％，「登録の必要を
感じない」10％であった。【考察】REMUDYについて知っていた患者は
全体の 78％で、平成 21 年度秋田県調査（32％）と比べて、かなり増えて
いた。Remudy のことを知ってはいても登録していない患者が相当数お
り、登録促進にさらなる努力が必要と感じた。

P4-46-4 徳島病院の筋ジストロフィー病棟50年の足
跡―筋ジス病棟から療養介護病棟へ―

○
あ だ ち かつひと

足立 克仁1、柏木 節子1、斉藤 美穂1、川井 尚臣1、橋口 修二2、
宮崎 達志3、近藤 梨恵子3、東田 栄子3

NHO 徳島病院 四国神経・筋センター 内科1、
NHO 徳島病院 四国神経・筋センター 神経内科2、
NHO 徳島病院 四国神経・筋センター 小児科3

【目的】2014 年 5 月に難病患者への医療費助成対象を大幅に広げる難病医
療法が可決、成立し、来年 1月以降に助成が開始される。この時期に筋ジ
ストロフィーも難病指定されようとしている。国立病院機構ではこれら
を踏まえ、これまでの「筋ジス病棟」から、「療養介護病棟」等への名称
変更が相応しいと考えている。難病改革の中、当院の筋ジス病棟が 50
周年を迎えるこの時期に、その歴史を整理することは、我が国の筋ジスト
ロフィー医療を振り返るときに重要である。【方法】筋ジス病棟開棟から
現在までの 10 年毎の各種病型の推移を調べた。また、Duchenne 型患者で
は、人工呼吸器と胃瘻に着目し推移を調べ、さらに開棟後初めて死亡例が
みられた 1971 年から 1981 年まで（39 例）と 2004 年から 2014 年まで（21
例）の死亡年齢を比較検討した。【成績】1964 年開棟時 2名であった本症
入院患者数は徐々に増加し、1989 年には 100 名（1日当たりの患者数）に
至り、その後はほぼ同数であった。中でもDuchenne 型患者数は 1989
年をピーク（56 名）とし、その後は減少し 37 名になった。Duchenne
型患者において、入院例の年齢構成では、この 35 年間において平均で
16.4 歳から 28.3 歳と 10 年以上の年長化がみられ、死亡年齢では、開棟時
は平均で 19.2 歳（13 歳～27 歳）であったが、現在は 31.7 歳（21 歳～40
歳）と寿命が延長した。【結論】筋ジストロフィー医療は国立病院機構の
ミッションであることから、今後の更なる本症医療の推進を目指してい
く上でこの 50 年の足跡は有用と思われた。

P4-46-5 近年の当院での筋萎縮性側索硬化症患者の直
接死因について

○
さ か い けんいち

坂井 研一、麓 直浩、原口 俊、田邊 康之、井原 愉悦
NHO 南岡山医療センター 神経内科

【目的】縮性側索硬化症（ALS）は予後が不良な疾患である．患者の選択
には大きく分けて 3つの群がある．気管切開しての呼吸器管理（TPPV）施
行群，非侵襲的陽圧換気療法（NPPV）施行群，TPPVも NPPVも施行し
ない群である．当院での 2008 年から 2013 年までの死亡例で発症から死
亡までの期間と直接死因を検討した．【方法】2008 年から 2013 年に当院で
死亡確認されたALS患者 38 名（男性 23 名，女性 15 名）を（1）TPPV
施行群 11 名，（2）NPPV施行群 11 名，（3）TPPVも NPPVも施行しな
い群 16 名に分け，発症から死亡までの期間と直接死因を検討した．TPPV
施行群は，1983 年から 2007 年までの当院死亡確認 27 例と比較した．【結
果】ALS患者 38 名は平均死亡時年齢 72.2 歳，発症から死亡までの期間は
平均 6.6 年．群別では，それぞれが（1）TPPV施行群は 70.2 歳，12.3
年（2）NPPV施行群は 70.8 歳，3.7 年（3）TPPVも NPPVも施行しない
群は 74.6 歳，4.7 年であった．直接死因で多かったのは（1）TPPV施行群
は肺炎 4名，循環器系疾患 4名（2）NPPV施行群は肺炎 6名，呼吸不全
4名（3）TPPVも NPPVも施行しない群は呼吸不全 10 名，肺炎 2名など
であった．【結論】発症が早い患者の方がTPPVを選択し，高齢者では
TPPVも NPPVも施行しない傾向があった．TPPV施行例では多くが 10
年以上の生存が見込まれる．TPPVも NPPVも施行しない群のほうが，
NPPV施行群よりも発症から死亡までの期間が長いのは，進行が遅い非
定型的なALSが含まれていたためと考えられた．1983 年から 2007 年ま
での当院死亡確認 27 例の直接死因は，肺炎 9名，循環器系 6名などであ
り，2008 年から 2013 年では循環器系による死亡の比率が増加していた．
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P4-46-6 排痰介助機器に高頻度胸壁圧迫法を併用し、気
道クリアランスの改善した気管切開後筋萎縮
性側索硬化症の1例

○
もとざき ゆ う こ

本崎 裕子1、田沼 慎也3、池田 篤平1、池田 芳久1、田上 敦朗2、
高橋 和也1、石田 千穂1、駒井 清暢1

NHO 医王病院 神経内科1、NHO 医王病院 内科2、
NHO 医王病院 リハビリテーション部門3

【目的】気管切開人工呼吸器装着状態（TPPV）の筋萎縮性側索硬化症
（ALS）患者で、排痰介助機器（カフアシスト）を使用するも気道クリア
ランスが不十分であった例に対し、スマートベストによる高頻度胸壁圧
迫法を併用し改善した例を経験したので報告する。【症例】54 歳女性。46
歳時ALS発症、51 歳時にTPPVとなった。喀痰吸引、体位ドレナージに
加え、52 歳時に排痰補助器具としてカフアシストを導入した。2回�日の
定期使用を基本とし、（1）気道内圧上昇、（2）SpO2 低下、（3）患者の呼
吸苦の訴え、から喀痰貯留を感知し、喀痰吸引を行うも改善しない場合に
は臨時でも使用していた。54 歳になりカフアシストを使用しても喀痰貯
留増加を認めるようになった。【方法】スマートベスト（30cmH2O，3
サイクル，4セット）を 1回�日、2－3回�週の頻度で、定期カフアシスト
使用前に併用した。これは、患者が着用するベストへホースを介して振動
した空気を送り、胸壁へ振動を与える機器である。導入前後各々 30 日間
を観察期間とし、前後での臨時カフアシスト使用回数を比較した。また胸
部CT所見を比較した。【結果】導入前の臨時カフアシスト使用回数は 26
回�30 日で、導入後は 12 回�30 日と減少した。胸部CT上無気肺の部分的
改善を認めた。いずれの観察期間中にも、抗菌薬投与を要する呼吸器感染
症は認めなかった。【結論】スマートベストを併用することで、非侵襲的
に臨時のカフアシスト回数が減少し、気道クリアランスが改善した。患者
本人のみならず、介護者の負担軽減にもつながり、有用であると思われ
た。

P4-46-7 胃瘻造設前後の筋萎縮性側索硬化症の臨床経
過

○
い し だ ち ほ

石田 千穂1、高橋 和也1、本崎 裕子1、池田 篤平1、池田 芳久1、
駒井 清暢1、田上 敦朗2

NHO 医王病院 神経内科1、NHO 医王病院 内科2

【目的】近年，筋萎縮性側索硬化症（ALS）の大多数例で胃瘻が造設され
ており，胃瘻をふまえた臨床経過の検討を目的とする．【方法】2007 年 12
月～2013 年 6 月に胃瘻を造設し，臨床経過が診療録で確認できるALS 37
例（球麻痺発症（B群）10 例，上肢発症（U群）19 例，下肢発症（L
群）8例）について，後方視的に経過を調査した．数値は平均±標準偏差
で表記し，分散分析，mxn χ2検定にて p＜0.05 を有意差ありとした．【結
果】発症年齢（歳）は，B群 65.7±10.1，U群 64.9±10.5，L群 65.2±9.6
で（有意差なし），胃瘻時％FVC（％）は，B群 70.5±18.4，U群 55.5±24.2，
L群 47.4±9.0 であり，B群が他の 2群より高値であった．発症から胃瘻造
設までの期間（ヶ月）は，B群 24.6±12.6，U群 34.2±19.9，L群 36.1±14.2，
胃瘻造設から死亡あるいは気切人工呼吸器装着（TPPV）まで（ヶ月）は，
B群 13.9±15.7（生存 2例），U群 26.5±23.9（生存 8例），L群 18.0±21.3
（生存 1例）であり，全経過年数を含めて 3群間には有意差はなかったが，
B群が最も胃瘻前・後，全経過が最短であった．胃瘻後 1年後→2年後生
存率は，B群 22％→22％，U群 58％→50％，L群 38％→25％であった．
【結論】球麻痺発症例では，他の病型よりも早期に胃瘻が造設されていた．
胃瘻後は 1年以内に死亡�TPPVに至る症例と，2年以上生存できる症例
の 2群に大別することができ，上肢発症例についても同様の傾向であっ
た．

P4-46-8 柳井医療センターにおける喉頭気管分離術症
例の検討

○
たけもと まさひこ

竹本 将彦1、住元 了1、池田 政宣1、佐田 春樹1、大森 啓充2、
宮地 隆史3、福塲 浩正3、山崎 雅美3、竹田 育子3、
石橋 はるか3、工田 昌矢4

NHO 柳井医療センター 外科1、NHO 柳井医療センター 小児科2、
NHO 柳井医療センター 神経内科3、広島大学 耳鼻咽喉科4

【目的】喉頭気管分離術は食物や唾液の気管への流入を回避し、嚥下障害
による誤嚥予防の為の外科的治療法であり、気管切開よりも確実に誤嚥
防止できる術式である。当院でも耳鼻咽喉科の医療援助体制のもと、平成
21 年度より、喉頭気管分離術が施行されるようになった為、当院での症例
を後方視的に検討した。【対象】平成 21 年以降、当院で喉頭気管分離術を
施行した 6症例（重症心身障害患者 1例、神経難病患者 5例、27 歳～70
歳）、基礎疾患は歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症（小児期発症）1例、筋萎
縮性側索硬化症 5例であった。手術目的としては、反復される誤嚥性肺炎
による呼吸不全の改善目的が 4例（うち 2例は気管切開術後）、誤嚥を回
避した経口摂取の維持目的が 2例であった。術式は全例、喉頭側気管断端
を盲端とする Lindemann 変法とした。【結果】気管切開術後も反復して重
症肺炎を繰り返していた 2例は分離術後、ともに、肺炎の再発無く、うち
1例は気管カニューレフリーで呼吸管理できている。他の 2例も分離術
後、重症肺炎から脱し、うち 1例は在宅療養が可能となり、4例ともQOL
は向上した。経口摂取維持目的の 2例中 1例は分離術後、経口摂取でき、
カニューレフリーで、現在も 3食中 1食は経口摂取できている。（他 1
例は嚥下機能低下の進行が速く、嚥下訓練中に嚥下不能となる）全例にお
いて、分離術後、注入栄養療法に支障なし。術後合併症は縫合不全 1例
（6連自動縫合器使用例）のみで、閉鎖式ドレーン留置で完治した。【結論】
喉頭気管分離術は進行性の疾患や障害が固定化し、嚥下機能の改善が見
込めない患者に対し、誤嚥の為に呼吸不全状態やQOLの悪化を招いてい
る症例に有用な選択肢の 1つであると考える。

P4-47-1 リハビリテーション学院理学療法学科学生に
おける喀痰吸引に関する学習の現況報告

○
くすかわ としふみ

楠川 敏章、近藤 登、高瀬 三貴子、深谷 真知子、伊藤 剛、
嵯峨 守人

NHO 東名古屋病院附属リハビリテーション学院 理学療法学科

【目的】平成 22 年 4 月 30 日付の厚生労働省通達により理学療法士による
喀痰等の吸引行為（以下、吸引）が公式に認可され、これを受け東名古屋
病院附属リハビリテーション学院（以下、当学院）でも平成 23 年より第
2学年を対象に、名古屋医療センター附属看護助産学校の看護教員を招
き、必要な知識の理解と体験を目標に、吸引に関する基礎知識・清潔操
作・吸引実施時のリスク管理などの講義を 90 分、その後に講師のデモン
ストレーションを見学した上で、吸引実習用モデルと模擬痰を用いて鼻
腔内吸引・口腔内吸引・気管吸引とそれらに必要な清潔操作を体験する
という実技講習約 30 分の授業を開始している。そこで、当学院の実習施
設でも順次 PTによる吸引の対応が進む中、学生が卒業するまでに、どれ
だけの学習の機会があるのか調査を行う。【方法】授業以外での吸引の学
習機会として臨床実習が挙げられるため、当学院の理学療法学科 3年生
に対し、アンケートを行い、3年次の臨床実習の実習施設でのリハスタッ
フの吸引実施の有無、吸引を学ぶ機会の有無およびその内容についての
調査を 2年にわたり行った。【結果】平成 24 年度は合計 46 施設、平成 25
年度は合計 47 施設のデータを得て分析した結果、両年度共に PTが吸引
を実施していると学生が把握したのは全施設中約 30％、学生が吸引を学
ぶ機会があったと答えたのは全施設中約 20％で、内容としては見学が殆
どであった。【考察】臨床の PTは現在、卒後教育として研修を受けた上
で吸引を実施している。その中で当学院の学生が吸引に関して学ぶ内容
は、学内での講義と体験および臨床実習での見学までとなっている。学内
教育のありかたについては今後、検討して行きたい。
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P4-47-2 学生のコミュニケーションスキルに対する自
己認識の傾向に関する研究（第2報）

○
み ず の じゅんや

水野 準也、輿 登貴子、棚瀬 智美、中次 あずさ、小川 智之、
西田 聖

NHO 東名古屋病院附属リハビリテーション学院 作業療法学科

【はじめに】最近の学生のコミュニケーションスキル（以下CS）の稚拙さ
を感じ、CSに対する学生の自己認識の傾向を調査し、第 67 回国立病院総
合医学会にて報告した。本研究は第 2報として、引き続き調査を行った。
【方法】当学院作業療法学科学生（以下OTS）63 名（平均年齢 20.73±0.53
歳）を対象とした。CSを測定できる自記式の質問紙ENDCOREs を用い
て、下位スキルスコアに関してOTSと一般大学生との比較を行った。ま
た前回のデータを用い、該当学年の進級に伴うスコアの推移の把握を
行った。【結果】一般大学生との比較では、点数傾向は同様で、全体的に
OTSの方が低く、特に解読力が低い傾向であった。進級に伴うスコアの
推移に関し、今年度 2年生は 1年生時に比べ、全体的にスコアが低下し、
「他者受容」「自己統制」「関係調整」で有意差がみられた。一方、今年度 3
年生は 2年生時に比べ、全体的にスコアは低下しているが、有意差はな
かった。【考察】一般大学生に比べ、第 1報と同様に全体的にスコアが低
く、解読力が低い結果が得られた。解読力は他者の意思を言動から正しく
読み取る能力であり、観察評価が基礎となるOTに必要な能力の重要性
と自己の未熟さの自覚が影響していると考える。また進級に伴う低スコ
ア傾向が見受けられ、特に 1年から 2年に進級する中で変化が大きい。そ
の間のカリキュラムや学習形態は、臨床実習などの他者と関わる実践的
な体験やグループワークが増加するなどCSを必要とする場面を経験す
る。自己統制しながら他者を受容し、関係を調整して他者と関わる難しさ
を経験すると推察される。今後はCS低下の本質的な評価を行い、CSに対
する必要な学生支援について検討することが課題である。

P4-47-3 理学 療 法 に お け る 臨 床 能 力 評 価 尺 度
（CEPT）を用いた当院新人教育の評価と今後
の課題

○
さ と う ふみあき

佐藤 史明、鈴木 一彦、寺本 圭織、大沢 翔太、高橋 和希、
井場木 祐治

NHO 天竜病院 リハビリテーション科

【問題点】当院リハビリテーション科のスタッフは増員や東海・北陸ブ
ロック間の異動などにより、過去 5年間において 9名の新規採用者が働
き始めているが、決まった新人教育プログラムが存在しなかった。また、
当院をはじめとするリハ科スタッフ数が 12 名程度と中規模やそれ以下
の施設における新人療法士は入職してすぐに単独で患者を担当するケー
スが多く、指導者・新人療法士ともに業務に追われ卒後教育にかけられ
る時間は短い。そこで、今年度より知識の理解、臨床思考能力、専門職と
しての技術、コミュニケーション技術を中心に 1日 1時間、20 項目の新人
教育を実施し、その効果の検証を行った。【方法】本研究は新人療法士
（PT : 1 名、ST : 1 名）と、平均経験年数 7.9±3.9 年の複数年経験者（PT :
5 名、OT : 4 名、ST : 1 名）に対し、理学療法における臨床能力評価尺度
（CEPT）を用いて、自己評価と先輩・上司による他者評価を、新人教育が
終了した段階で実施し、大項目ごとに自己評価と他者評価の差を比べそ
の傾向をみた。【結果】新人療法士では自己評価：102.5 点、他者評価：103
点、複数年経験者では自己評価：134 点、他者評価：178.3 点であった。新
人療法士においては新人教育の内容に合わせ、臨床思考能力で 0.2 点、医
療職としての理学療法士の技術で 0.1 点、コミュニケーション技術 0.1
点、自己教育能力で 0.3 点自己評価が上回った。複数年経験者においては
すべての項目を過小評価している結果となった。【まとめ】新人教育の結
果、わずかではあるが新人療法士は業務に取り掛かりやすい環境が作れ
たと思われる。また決まった新人教育を受けていない複数年経験者では
理想像に近づく為のシステム整備が必要と感じた。

P4-47-4 急性期医療を担う当院における理学療法学科
学生の長期臨床実習指導の現状 その2～診
療報酬制度やバイザーの立場からの検討～

○
やました ま ゆ こ

山下 真由子、山野 朋博、石原 亮一、近藤 泰彦、安永 容子、
吉永 隆一郎、鶴川 俊洋

NHO 鹿児島医療センター リハビリテーション科

【はじめに】当院は平成 22 年度より理学療法士（以下 PT）6名体制とな
り、年間 2～4名程度の理学療法学科学生の長期臨床実習生（以下学生）を
受け入れているが指導に苦慮している。今回診療報酬制度上やバイザー
側の立場から検討した。【方法】平成 24 年度に 4名、平成 25 年度に 3
名の学生を受け入れた。当院は脳卒中・がん・循環器疾患の専門病院で
あり、各領域ごとに PTを配置する病棟担当制をとっている。実習におい
て全領域を経験出来るようにスケジュール（脳卒中 4週、がん 1週、循環
器 3週）を組み、養成校ごとにスーパーバイザー（以下 SV）、各領域ごと
にケースバイザー（以下CV）を配置した。【結果】平成 24 年度は実習期
間を分散することで学生がいる期間が長期となり、複数名担当した SV
の疲弊があった。平成 25 年度は 3名に減らしたが期間を密集させたこと
でCVの負担が大きかった。【考察】SV及び CVが負担と感じた理由とし
ては専従・専任といった制度上の問題で病棟担当制をとっているため、
SVの担当患者が学生の担当症例となるわけではなく、特にがん専従 PT
が SVとなった場合においては直接担当患者を通して指導する時間が限
られ、他領域における実際の学生の訓練場面をみることが難しく評価・
指導が行いにくいことが挙げられた。また 6名体制ではあるが毎年人事
異動があるためCVとなる PTが限られ、一人のCVが続けて学生を担当
することになることが負担と感じる要因となっているのではないかと思
われた。制度上病棟担当制を変えることは困難であるため、今後は一人に
負担がかかりすぎないよう SV、CVの協力体制を整えていきたい。

P4-47-5 パーキンソン病患者に対する作業療法実施上
の問題点と対策

○
や ま だ つ よ し

山田 剛史1、藤部 百代1,2、饗場 郁子1

NHO 東名古屋病院 リハビリテーション部1、NHO 東尾張病院2

【目的】新卒採用や配置換えにより変動する難病作業療法（以下OT）の水
準を一定にするために、パーキンソン病（以下 PD）患者のOT実施上の
問題点を検討し、対策をたてることを目的とする。【方法】PDを担当する
OTスタッフ 5名を対象とし、質的研究技法に沿って行った。個別面接を
行い録音、その内容を細分化しキーワードをつけ、分類し分析した。面接
は約 10 分の半構造化形式で、内容は（1）～（6）とした。（1）難病患者
を担当しての感想、（2）PD初期評価で困ること、（3）脳卒中のOTと比
較して戸惑うこと、（4）OT計画を立案する上で困ること、（5）PD患者
のプログラム実施上で困ること、（6）PD患者から相談されて困ったこと。
【結果】得られた回答をキーワードに沿って分類した結果、a．～f．の問
題点が抽出された。a．疾患特性や症状を踏まえた評価が困難（進行性、
予後不良という疾患特性を踏まえた上でのゴール設定や日常生活動作介
入、自立判定が困難）、b．本人・家族からの情報収集が困難、c．OTス
タッフ自身の知識・経験不足、d．OTスタッフ間の情報共有の場がない、
e．OTの専門性が発揮できていない、f．当院の特徴（短期入院）に合わ
せた介入が困難。また、PD担当経験の浅いスタッフが問題点 c．を、PD
担当経験者が問題点 e．を挙げていた。【考察】上記結果より、1．PD
を適切に評価できる評価表の作成、2．ゴール設定の方針をOT部内で統
一していく、といった対策を考える。また、PD担当の経験を重ね「知識・
経験の不足」が解消されるにつれ、「OTの専門性」へと興味が移っていく
ものと考えられ、3．知識・経験を共有した上で 4．OTの専門性を高める
方策についても立案していく必要性があると考える。
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P4-47-6 リハビリテーション部職員教育プログラムの
2年目職員に対する他者評価方法の検討

○
せきぐち けんいち

関口 健一1、豊島 義哉1、緒方 陽子1、浅岡 俊彰1、
饗場 郁子1,2、輿 登貴子3、吉岡 稔泰4

NHO 東名古屋病院 リハビリテーション部1、
NHO 東名古屋病院 神経内科2、
NHO 東名古屋病院附属リハビリテーション学院3、NHO 豊橋医療センター4

【はじめに】当院では平成 24 年度よりリハビリテーション部職員教育プ
ログラムの運用を始め、平成 25 年度より卒後 2年目を対象とした実務 I
コース前期プログラムを開始している。今回、前年度運用した実務 Iコー
ス前期にて行った他者評価方法について経過および検討事項について報
告する。【方法】対象は平成 24 年 4 月の新規採用職員 8名（理学療法士 5
名、言語聴覚士 3名）、期間は平成 25 年 4 月から平成 26 年 3 月とした。
方法は毎月の自己評価に加え 3ヶ月毎に他者評価を実施し、士長と主任
が評価内容を確認した。評価手順は 1．実施指導者（リーダー等）が対象
者の評価を評価コメントの用紙に記載する。2．評価コメントの用紙を参
考に、教育担当者（主任等）が対象者と面談を実施し、面談結果を評価表
に記載して対象者に返却する。とした。【結果】1．については面談を進め
る上での一助となったが評価コメントの用紙の記載内容にばらつきがあ
り、面談に必要な情報が十分に得られない場合があった。2．については
教育担当者が直接面談することで業務中に生じている課題が明らかにな
り、それに加え達成状況を対象者と共有することができ、その後の教育支
援の参考となった。【考察】評価コメントは評価項目別に記載する形式に
したが、記入者により項目の解釈に差が生じた。これは評価項目とその内
容が実施指導者に十分理解されていないことが原因と考えられた。また
面談の中で明らかになった課題は、対象者の自己評価や実施指導者のコ
メントには表現されていない場合が多かった。これは記載の項目や方法
が不十分であることが原因と考えられた。

P4-47-7 九州グループ内における他施設間サポーター
制度の経験～専門領域のキャリアアップに関
して～

○
え の き だいすけ

榎木 大介1、吉永 綾乃1、西原 美帆1、中筋 八千代1、田場 要2、
亀井 隆弘3、坂本 浩樹3、高木 利栄子3、佐藤 文保3

NHO 南九州病院 リハビリテーション科1、NHO 鹿児島医療センター2、
キャリアアップシステム委員会3

【はじめに】国立病院機構のリハ部門では、政策医療関係のリハ中心に実
施してきたが、今日、様々な疾患へと適用範囲が広がっている。また、人
材育成は配置された施設に委ねられ、その施設の体制・姿勢に依存して
いた。そこで卒後教育体制の見直しが必要となっており、九州グループ内
では平成 25 年より PT・OT・ST各協議会が合同でキャリアアップシス
テムを構築してきた。今回、STの新人教育において他施設間サポーター
制度を利用しキャリアアップを活用し、自己評価を行ったので報告する。
【対象】新卒採用された施設に先輩療法士のいない、かつ採用後にプリセ
プターの設定がなかった経験年数 2年の ST2 名【方法】同施設に異職
種：PTのプリセプターを設定、近隣施設に同職種のサポーターを依頼し
た。初回にプリセプター・サポーター・プリセプティー・依頼先施設の
職場長と協議し、1名ずつ半年間、月 1回、業務時間内の 1時間を直接指
導に当てることとした。【結果】職種ごとに設定された専門領域のキャリ
アパスチェックシート「言語聴覚士新人用キャリアパス」で「評価技術」
20�28・13�28 項目、「プログラム立案」1�1・1�1 項目、「治療技術」25�35・
18�35 項目、「治療技術を支える要素」16�18・1�18 項目で向上した。【考
察】リハ関連職は職種ごとに高い専門性を期待されているものの現状で
は各職種の配置・経験年数には偏りがあり、同職種の先輩療法士がいな
い場合は専門領域の技術・指導は難しくなる。今回、他施設サポーター制
度を利用したことで先輩療法士のいない施設でも専門領域のキャリア
アップを行うことが出来た。直接指導には各職場が業務負担を負うこと
になるが理解を得られた事は幸いであった。

P4-47-8 急性期医療を担う当院における理学療法学科
学生の長期臨床実習指導の現状 その1

○
や ま の ともひろ

山野 朋博、山下 真由子、石原 亮一、近藤 泰彦、安永 容子、
吉永 隆一郎、鶴川 俊洋

NHO 鹿児島医療センター リハビリテーション科

【はじめに】平成 22 年度より理学療法士 6名体制になり、年間 2～4名程
度の理学療法学科学生の長期臨床実習生（以下、学生）を受け入れ、教育・
指導と苦慮しているところがある。今回、学生の立場からみた当院での取
り組みを検討した。【方法】平成 24 年度に 4名、平成 25 年度に 3名の学
生を受け入れ、8週間の実習期間中に原則脳卒中 4週、がん 1週、循環器
疾患 3週の実習スケジュールを立て取り組んだ。実習方式は従来からの
症例担当制をとり、症例報告を課した。実習スケジュールにおいて平成 24
度は 4名を重ねないよう実習期間を分散し、平成 25 年度は 3名を重ね密
集させた。【結果】平成 24 年度における学生 1名での実習は精神的負担が
多いと感じられた。平成 25 年度は年間 3名に減らし、実習期間を重ねる
ことで学生間の交流・情報共有の時間をつくった。学生の精神的負担は
減ったが、実習スケジュールの変更や症例発表の時期の調整などが煩雑
化した。平成 26 年度は 2名で期間が重ならないようにしている。【考察】
当院は脳卒中・がん・循環器疾患の専門病院であり学生の希望していな
い診療科の実習では学習意欲の低下も垣間見えた。事前に実習スケ
ジュールを立て、学生に説明することで心構えが出来たと思われたが、在
院日数が短縮傾向である急性期病院での担当症例の治療ペースについて
来られない学生もいてスケジュールを変更しながら指導にあたった。ま
た、当院での実習後に国立病院機構へ就職の意欲を出したものはいない。
受け入れる学生数が減ってきているが、養成校に急性期病院に興味のあ
る学生を依頼するなど学生、指導者ともにストレスのない実習指導にし
ていきたい。

P4-48-1 THA術後患者に対し術側を支持側とした非術
側のStep動作と片脚立位後に現れる歩行時
の反応の一例 三軸加速度計を用いた客観的
比較

○
いわなが かずまさ

岩永 一将1,2、福田 恭平1、清原 宏1、高橋 宏幸1、星 永剛1、
高田 真人2

NHO 村山医療センター リハビリテーション科1、株式会社LSIメディエンス2

【目的】
今回、株式会社 LSI メディエンスより三軸加速度計MG�M1110 を使用

する機会をいただいた。そこで、THA術後で疼痛が落ち着いてきている
が、疼痛への恐怖や筋力低下などにより術側立脚支持期率が減少してい
る患者に対し、立脚期の延長を促す訓練を実施。訓練は、Step 動作と片脚
立位を挙げ、訓練前後の歩容への即時的影響を客観的データで比較して、
今後の診療の参考にする。
【対象と方法】
症例は、75 歳の男性で右変形性股関節症によりTHAの手術を行い、術

後 3週で手放し歩行可能となった例である。
方法は、4日間にわたって 10m歩行を行い、三軸加速度計から得られた

加速度データを、解析ソフトを使って分析し、立脚支持期率・歩行速度・
歩幅・歩行率などのデータを計測する。1日目は計測のみ、2日目は Step
動作、3日目は片脚立位、4日目は計測のみを行う。2日目と 3日目は訓練
後に歩きやすさと痛みのアンケートも実施する。Step 動作は、術側を支持
脚として非術側を一歩踏み出す。片脚立位は、術側を支持脚として非術側
を持ち上げる。
【結果】
1日目と 4日目の比較では歩行速度・歩幅・歩行率ともに、4日間を通

して増加傾向を示した。そして Step 動作後と片脚立位後の比較では、共
に術側立脚支持期率は延長したが、Step 動作後の方がより高いデータを
示した。アンケートは、歩きやすさ・痛みとも片脚立位後が良い回答を得
た。
【おわりに】
1日目から 4日目までのデータの全体的な傾向と術後の治癒経過を考

慮した場合、3日目片脚立位の方が 2日目 Step 動作よりも高いデータを
示すと予測されるが、異なる結果を示した。今後これらの結果を考察し、
診療を行う上で参考にしていきたい。
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P4-48-2 三次元動作分析装置および加速度計で測定し
た重心移動幅の最小可検変化量

○
あ る が いちろう

有賀 一朗1,2、藤本 知宏2、矢島 英賢2、黒部 恭史1,2、百瀬 公人3

NHO まつもと医療センター 中信松本病院 リハビリテーション科1、
信州大学大学院 医学系研究科2、
信州大学 医学部 保健学科 理学療法学専攻3

【目的】歩行中の重心移動幅は，エネルギー消費との関連性がつよく，歩
行障害の程度を評価する指標として，多くの研究で使用されている．近
年，加速度計を使用した歩行分析が三次元動作解析装置などの大規模な
機器に代わる手段として用いられるようになっている．統計学的には 2
つの測定値の変化量が，測定誤差の範囲内として捉えるか，真の変化とし
て捉えるかを表す境界値として，最小可検変化量（MDC）がある．しか
し，三次元動作解析装置や加速度計でそれぞれ測定した重心移動幅の
MDCについて明らかにされていない．重心移動幅のMDCを理解するこ
とで，歩行障害を抱える患者に対する介入の効果の有無について，判断す
る手助けになり得る．そこで本研究では，三次元動作解析装置および加速
度計より測定した重心移動幅のMDCを比較し，その違いについて明ら
かにすることである．【方法】対象は男性 13 名，女性 3名の計 16 名の健
常者とした．機器は 12 台のカメラで構成された三次元動作解析装置（Mo-
tionAnalysis 社）および三軸加速度計（ジースポート社）を使用した．対
象者は約 10mの歩行路を裸足で，かつ快適歩行速度条件で計 3試行歩い
た．3試行のうち 1試行目は練習とし，2・3試行目を用いて双方の機器か
らMDCを求めて比較した．なお，1試行で計測するデータは一歩行周期
中における重心移動幅とした．【結果】三次元動作解析および加速度計よ
り得られたそれぞれのMDCは，上下では 0.80 cm，1.19 cm，左右では 1.05
cm，1.41 cmであった．【考察】左右・上下の重心移動幅のMDCは，三次
元動作解析装置で加速度計より低値を示した．真の変化を捉えるには，加
速度計よりも三次元動作解析装置の方が優れている可能性がある．

P4-48-3 磁気センサによる簡易歩行分析システムの開
発に関する検討―三次元動作解析装置を用い
た妥当性検証―

○
い し お あ き よ

石尾 晶代1,2、村岡 慶裕1,2、町田 正文1

NHO 村山医療センター 臨床研究センター1、早稲田大学 人間科学学術院2

【目的】今日の臨床における歩行障害の評価は，簡便なセラピストの観察
による歩行分析が主流である．しかし，さらなる診療技術向上のため，よ
り正確かつ詳細な結果の得られる客観的かつ定量的な評価の導入が望ま
れている．そこで我々は，三次元磁気式位置計測システムを用いて，新た
な簡易歩行分析システムを開発した．その方法は，米国 POLHEMUS製
PATRIOTを使用し，歩行中の左右足部に取り付けた磁気センサの三次
元位置座標（X，Y，Z）および姿勢角（θa，θe，θr）を計測し，歩幅や歩
行率をはじめとした歩行の客観的指標を算出するものである．本研究で
は本法の妥当性を検証するため，三次元動作解析装置（MAC3D）と歩幅
および歩行率の同時計測を行った．【方法】20 代健常女性 1名を対象に，
赤外線マーカーを貼付した磁気センサを左右の足背部へ設置し，3.6mの
歩行路を 4回歩行する間の歩幅および歩行率を，MAC3Dと PATRIOT
を用いて計測した．PATRIOTの歩幅の測定値については，歩行路の総距
離で補正した．2つの計測法で得られた進行方向座標軌跡および歩幅・歩
行率の相関関係をもとめ，本法の妥当性を検証した．【成績】本法とMAC
3Dの測定値の相関係数は，進行方向座標軌跡 0.99，歩幅 0.70，歩行率 0.76
であり，両者は相関関係にあることが確認された．【結論】本研究によっ
て，我々が開発した磁気センサによる簡易歩行分析システムは，三次元動
作解析装置で得られる歩幅や歩行率とほぼ一致する値を計測することが
でき，歩行の時間距離因子の客観的かつ定量的な評価方法として，有用と
なる可能性が示唆された．今後は歩幅および歩行率以外の指標について
も妥当性の検証を行っていく予定である．

P4-48-4 二次元動作解析における画像解析ソフト Im-
ageJ の有用性の検証

○
さかむら よしあき

坂村 慶明、星井 輝之、岩崎 洋一
NHO 広島西医療センター リハビリテーション科

【目的】動作時の関節角度の測定は動作分析で必要とされる評価の 1つで
ある。しかし客観的動作分析を行う三次元動作解析装置は費用が高額で
ある，設置場所の確保が困難であるなどの理由により臨床現場で導入で
きる施設は限られている。そこで費用対効果を考慮し 8mmビデオカメラ
（以下DV）とフリーウェアソフトである ImageJ を使用し，二次元動作解
析での椅子座位からの起立動作時の膝関節角度を測定し，実用性を検証
した。【方法】大腿骨大転子・外側膝関節裂隙・足関節外果にマーカーを
貼付した。症例は成人男性 3例で，座面の高さを下腿長に調節した椅子座
位からの起立動作を側面からDVで撮影した。この画像を基に二次元動
作解析ソフト ImageJ を使用し 3点に貼付したマーカー間の画像を抽出
し，角度を測定した。周波数は 20Hz で使用した。動作は椅子座位からの
起立動作とし，動作速度は規定せずに行った。動作範囲は椅子座位での静
止時から起立動作後の静止立位までとした。動作開始前の椅子座位姿勢
は膝関節屈曲 60̊,90̊,120̊ とした。【結果】椅子座位からの起立動作におい
て，椅子座位時の膝関節が屈曲 60̊,90̊ では臀部離座時には膝関節は屈曲
運動を行わず，伸展運動のみであった。一方，膝関節屈曲 120̊ では膝関節
は臀部離座後に屈曲運動を行った後に伸展運動となった。【考察】我々は
DVとフリーウェアソフトという比較的簡便に用意できる方法用いて，椅
子座位からの起立動作における二次元動作解析を行い，3例とも STS運
動課題の 4期モデルと同様の結果を得ることができた。この方法は理学
療法の臨床現場での客観的動作解析において，安価であり設置場所を確
保しにくい施設にも広く応用できる可能性が示唆された。

P4-48-5 超音波画像を用いた理学療法評価法の紹介

○
おおがま よしひろ

大釜 由啓、若林 弘、矢島 幸昌、土田 達郎
NHO 東京病院 リハビリテーション科

今日まで，筋組織硬度の評価法として，体表からの触診評価や当院にはな
いが押し込み式生体組織硬度計による評価がしばしば用いられてきた．
しかしながら，これらの評価法は，少なからず皮下脂肪の影響を受けると
ともに，深部や狭小の領域を評価しづらいという欠点を有する．また，触
診法による組織硬度の評価は，経験に基づいた感覚に大きく依存するこ
とから，客観的かつ定量的な評価に乏しいという欠点も存在する．近年，
超音波を用いた組織弾性イメージング技術（超音波エラストグラフィ）が
登場し，乳腺などの領域で，主として腫瘍診断のために活用されている．
現段階において，骨格筋領域での超音波エラストグラフィの活用例は少
ないが，骨格筋の硬度は，筋のコンディションを把握する上で有益な情報
となる．さらに，超音波エラストグラフィでは非侵襲的に筋の硬さを評価
でき，理学療法訓練による筋弛緩効果の確認，術後の経時的評価にも威力
を発揮するといわれている．超音波エラストグラフィは，疾患の診断や病
態把握，治療効果判定の分野で期待されている．そこで今回は，臨床検査
室協力の下，当施設に導入されている，日立アロカメディカル社の「Real�
time Tissue Elastography」（以下 RTE）を用いた骨格筋の硬度評価につい
て，実際に触れて施行した印象を紹介するとともに，RTEを含めた超音
波エラストグラフィの今後の展望について紹介する．
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P4-48-6 膝関節鏡手術患者における筋電気刺激（EMS）
の有用性の検討

○
い ど のりあき

井戸 範光、朝日 達也、浅見 誠、佐々木 智、田浦 美由紀、
吉井 諒、上原 泰樹、田中 太一

NHO 甲府病院 リハビリテーション科

【目的】当院では 2007 年 6 月よりスポーツ・膝疾患治療センターを開設
し、アスリートからレクレーションレベルまでのスポーツ競技者、さらに
一般の膝疾患患者に対する治療を積極的に行っている。当院で実施する
膝関節手術の大部分が関節鏡における手術であり、平成 25 年度（平成 25
年 4 月から 26 年 3 月）の膝関節鏡手術件数は 628 件に達した。術件数は
年々増加傾向にあり、全国病院別治療実績（DPC対象病院）では、2012
年度退院患者統計におけるスポーツ障害部門で、全国 5位の実績をあげ
ている。
このような状況の中、当院のリハビリテーションでは、手術後の靱帯や

半月板などの関節構造体の治癒を優先したクリニカルパスを採用してい
る。その結果、当院で行った前十字靱帯再建術後の再断裂率は低く、良好
な結果をあげていることが先の研究で明らかになっている。しかし一方
で、術後早期の荷重や積極的な筋力増強訓練が不十分であり、筋萎縮が生
じやすいといった問題点も併存している。そこで当院では膝関節鏡手術
患者に対して術後早期から筋電気刺激（以下、EMS）を 2013 年より治療
に導入し、筋萎縮の可及的予防を図っている。今回、当院の膝関節鏡手術
における術後早期のEMSの有用性について検討する。
【方法】本研究では当院にて膝関節鏡手術を行った患者を対象とし、EMS
を実施できた実施群と実施できなかった未実施群の 2群に分類した。統
計学的処理を行い、両群で手術前と全荷重開始時の下肢周径差を比較し、
周径差への影響を調査したので報告する。

P4-48-7 TKA術後患者に対して術側を支持脚とした
Step動作・片脚立位実施後に現れる歩行時の
反応―三軸加速度計を用いた客観的比較―

○
ふ く だ きょうへい

福田 恭平1、岩永 一将1、清原 宏1、高橋 宏幸1、星 永剛1、
高田 真人2

NHO 村山医療センター リハビリテーション科1、株式会社LSIメディエンス2

【はじめに】
今回、株式会社 LSI メディエンス社製歩行分析計MG�M1110 を使用する
機会を得た。そこでTKA術後患者に対し術側への支持性を促す訓練を
行い、訓練後に現れる歩行時の反応を調べたので報告する。なお、今回は
支持性を促す訓練の中から Step 動作と片脚立位を抽出し行った。
【対象】
手離し歩行可能なTKA術後患者 8名に対し実施。過度な疼痛のある
者・脳卒中・認知症・脊椎疾患を合併している場合や両側同時にTKA
を行っている場合は除外とした。
【方法】
A・Bの二群に分け、研究期間を 4日間とした。各々の日に三軸加速度計
を用いて 10m歩行を計測する。1日目と 4日目は 10m歩行の計測のみ実
施。A群は 2日目に Step 動作（術側立脚）を行い、3日目に片脚立位
（術側立脚）を行う。B群はA群の逆の日程で行う。各訓練の前後に 10
m歩行を計測する。計測後アンケートを実施。得られた加速度データを解
析ソフトで解析することでケイデンス・歩行速度・歩幅・立脚支持期率
（1歩行周期に対する立脚期の割合）等が得られる。
【結果】
A・B群共に訓練前後の計測データにばらつきがあり一定の傾向は見ら
れなかった。また、データの変化とアンケート結果にもばらつきがあり、
関連性は分からなかった。しかし 1日目と 4日目の計測データを比較す
ると、ケイデンス・歩行速度・歩幅で増加傾向が見られた。立脚支持期率
はばらつきがあり有意な傾向は見られなかった。
【おわりに】
Step 動作後、片脚立位後共に今回観測したデータ上では、即時的な効果が
定まる傾向があるものとないものがあった。今後は今までに得られた結
果を考察し、さらに計測の焦点を絞ったうえで症例数を増やし、検討した
ものを発表したい。

P4-49-1 入院中における前十字靭帯再建術を受けた患
者の退院指導～入院中の患者のニーズに沿っ
た退院指導～

○
ふ く だ み ち こ

福田 美千子、浅野 沙織、窪田 光男
NHO 甲府病院 整形外科

【はじめに】平成 19 年に開設されたスポーツ・膝疾患治療センターでは、
平成 25 年度膝関節鏡視下手術件数は 628 件に及び、年々増加傾向にあ
る。これに対し、病棟看護師が担う退院指導について適切かどうかを前年
度の研究で行った中で、患者の 7～8割が「退院後の生活で疑問や困った
点がなく生活できた」と回答していた。これは担当看護師によって制限等
厳守項目が共通した退院指導パンフレットを使う際に、患者それぞれの
活動レベルを考慮し工夫を加えた退院指導がされていたことの成果でも
ある。反面、活動制限を守れなかった患者もいることから、パンフレット
を改訂し、病棟内の看護師がより効果的な退院指導を試みることが出来
たため報告する。【目的】看護師が補足して指導した退院指導内容を抽出
し、パンフレットを改訂、使用して患者の反応の変化を明らかにする。
【結果・考察】1．改訂前の指導について多くの患者が退院後に移動・ス
ポーツ・装具・リハビリなどについて不安に対し、起こりうる可能性の
事柄等、情報を追加して患者に伝えている事が明らかになった。2．改訂
後の指導について患者・看護師の反応必要な制限等の根拠を記載したこ
とで守ることの動機づけになった。経験年数の少ない看護師でも不安な
く指導することができるようになった。【結論】1．自己管理行動をとるた
めには、根拠を記載する必要性がある 2．生活背景や理解度を把握し、知
識を提供することで活動の制限がある生活のイメージができ効果的で
あった。3．経験年数の少ない看護師も根拠のある統一した退院指導がで
きるようになった。

P4-49-2 変形性膝関節症に対する高位脛骨骨切り術の
展望

○
と う ま やすあき

藤間 保晶
NHO 奈良医療センター 整形外科

高齢化社会を迎え変形性膝関節症は増多の一途にある。本邦では変形性
膝関節症に対し、人工膝関節術が競って行われている。しかし、健康寿命
が延び、高齢者でも高い活動性を望まれる方が増えている。そこで近年、
活動性を維持するべく、高位脛骨骨切り術（HTO）を勧める施設が増えつ
つある。当院では以前よりHTOを治療に取り入れている。HTOが嫌厭さ
れる一因に、手術の特殊性、保険点数や在院日数の問題が考えられる。今
回、早期退院を目指したHTOの当院の工夫、変遷について報告する。以
前は創外固定を用いたHTOを施行してきたが、全荷重までの期間、ピン
刺入部の問題等があった。そこで 6年前よりロッキングプレートを使用
した内側開大型HTOを施行している。ロッキングプレートの使用によ
り、強固な内固定が可能になり、早期荷重が実現した。また当院では開大
部に人工骨を使用している。 人工骨を使用する際は人工骨の特性（材質、
気孔、連通性）、設置位置、形状等を考慮する必要がある。強度面からハ
イドロキシアパタイトを使用していたが現在は気孔率 60％リン酸カル
シウム（TCP）を使用しており、術中に矯正部での面接触を目指した形状
細工をし、後方骨皮質にかませるように設置している。更に我々のTCP
の基礎研究もふまえ、早期自家骨への置換を目指す工夫もしている。荷重
は術後 1～2週での全荷重を目安にはしているが、制限はしていない。健
康寿命が延び、活動性を求める患者が増えるなか、人工関節とは異なり
HTOは活動性を維持し、医療費抑制に加え、早期社会復帰も可能となり、
推奨される手技と考える。
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P4-49-3 OWHTO後における異なる職業の復帰時期に
ついての検討

○
さ と う と も よ

佐藤 智代1,2、石井 達也1、松尾 剛1、井上 智人1,2、佐々 貴啓2

NHO 四国こどもとおとなの医療センター リハビリテーション科1、
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 整形外科 医師2

1 はじめに
OWHTOの対象となる年齢層は、変形性膝関節症や大腿骨内顆骨壊死に
対する観血的治療の中で比較的若く職業に従事している症例も少なくな
い。その多くが職業復帰を果たしているが、症例により復帰時期に差がみ
られた。そこで、職業別の復帰時期を調査したので報告する。
2．対象と方法
対象は当院にてOWHTOが施行された症例のうち職業復帰を果たした
58 症例とした。方法はBluecollar 群 27 例（以下 B群）Whitecollar 群 11
例（以下W群）、Homemaker 群 20 例（以下H群）の 3群に分け、職業
復帰時期と自家用車の運転が可能となった時期について統計ソフトR
2.8.1 を使用し統計処理を行った。
3．結果
手術から職業復帰までの期間はB群 12.14±5.76 週、W群 8±3.56 週、H
群 6.79±2.88 週であり、B群W群間 0.03696、B群 H群間 0.00015 と有意
差が見られた。自家用車の運転を再開した時期はB群 6.88±1.32 週、W
群 6.11±1.34 週、H群 5.91±1.49 週、また左右で比較すると右側 6.34±
1.45 週、左側 6.48±1.45 週とそれぞれ有意差は見られなかった。
4．考察
OWHTO後の職業復帰は概ね 12 週、運動強度の低い職業であれば 8�9
週で職業復帰が可能であると言える。また、自家用車の運転再開は術側に
関係なく退院後早期から可能であり、これは職業復帰の際にも有利であ
ると考えられた。W群と比較しB群で職業復帰が遅延したが、これは仕
事の際に運動強度の高い動作が必要であり、それらが可能となるまでに
時間を要したと考える。骨切り術後の疼痛が軽減する時期は 12 週から 24
週が多いとの報告があり、この事も職業復帰時期に関与していると思わ
れる。以上の結果はOWHTOの予後予測や患者説明の一助になり、理学
療法を行う上で意義のある結果であると考える。

P4-49-4 変形性膝関節症に対する人工膝関節置換術に
おける後方関節部剥離と術後可動域の検討

○
きっかわ たかひで

吉川 尚秀、土海 敏幸、山家 健作、大槻 亮二、南崎 剛
NHO 米子医療センター 整形外科

【目的】変形性膝関節症（以下OA膝）に対する人工膝関節置換術（以下
TKA）において、後方関節包切離および大腿骨後方の骨棘切除が術後可
動域に影響を及ぼすか否かを検討すること。【対象および方法】2009 年 4
月から 2014 年 3 月までの期間にOA膝に対しTKAを行った 18 例 20
膝を対象とした。男 1例、女 17 例で、平均年齢は 78.9 歳であった。術中
後方関節包切離および後方骨棘切除を行った群（以下、処置有り群）とそ
れらの処置を行わなかった群（以下、処置無し群）の 2群に分類した。両
群において、術前可動域、退院時での可動域を比較検討した。さらに術前
と退院時の伸展、屈曲角度の差を伸展改善度、屈曲改善度とし、これらも
検討項目とした。次に処置無し群を術前骨棘有り群と骨棘無し群に分類
し、術前と退院時の可動域を比較検討した。【結果】処置有り群は 6例 7
膝で、処置無し群は 11 例 12 膝であった。1例は大腿骨顆上骨折を合併し
ており対象から除外した。処置有り群は全例女性で、処置無し群は男 1
例女 11 例であった。退院時伸展角度は処置有り群が有意に大きかった。
伸展改善度は処置有り群がより大きい傾向であった。屈曲改善度は処置
有り群が有意に大きかった。次に処置無し群内での検討を行った。骨棘有
り群は 7例 8膝で、骨棘無し群が 4例 4膝であった。両群において術前可
動域に有意差はなかったが、骨棘無し群で屈曲角度が大きい傾向があっ
た。退院時屈曲角度は骨棘無し群が有意に大きかった。【考察】症例が少
なく追跡期間が短期間である制約はあるが、後方関節包の拘縮と大腿骨
後方の骨棘は術後可動域を制限する因子の 1つと考えられた。

P4-49-5 TKA（人工膝関節置換術）におけるドレーン非
留置とカクテル療法導入の効果

○
おおむら

大村 みゆき
NHO 熊本医療センター 看護部

【はじめに】平成 24 年より人工膝関節置換術において、ドレーン非留置と
カクテル療法（複数の薬液を含む注射液を、術中に関節周囲に直接注射す
ることで術直後の手術創部の疼痛および炎症をコントロールする方法）
の導入を行った。ドレーン非留置は感染経路を作らない、術後の管理がし
やすい、医療費削減がある一方で、皮下出血の増強、腫脹に伴う疼痛の出
現、感染、術後出血量の評価が困難とされている。また、カクテル療法で
は術後疼痛の軽減が期待できる。今回、ドレーン非留置とカクテル療法導
入後、感染の有無や疼痛の評価がされていなかったことから、導入前後を
比較することでその効果を評価した。【目的】ドレーン非留置、カクテル
療法導入の効果について評価する。【方法】対象患者 30 名に対し（1）ド
レーン留置群（10 例）とドレーン非留置群（20 例）の炎症反応の値によ
る術後感染の有無と、術前・術後のヘモグロビン値により術後出血を評
価する。（2）ドレーン留置の有無に関わらず、カクテル療法を導入した
（10 例）と導入していない（20 例）に対して、鎮痛剤の使用状況からカク
テル療法の効果を評価する。【結果】感染に関しては、ドレーン留置群と
ドレーン非留置群、共に感染と判断できる値は認めなかった。また、術後
出血では、ドレーン留置群よりもドレーン非留置群が術後のヘモグロビ
ン値の低下が少なかった。カクテル療法では、カクテル療法を行ったほと
んどの患者が坐薬や注射を使用せずに経過しているのに対し、カクテル
療法を行わなかった全ての患者が、坐薬鎮痛剤、注射、もしくはその両方
使用していた。このことからカクテル療法が疼痛軽減に効果的であった
ことが分かった。

P4-49-6 関節リウマチに対する低用量メトトレキサー
ト療法による血球減少症

○
えのき ひ ろ こ

榎 裕子、河北 敏郎、岩永 栄作、井上 佳子、榮 達智、
原田 奈穂子、日高 道弘、清川 哲志、河野 文夫

NHO 熊本医療センター 血液内科

【緒言】低用量メトトレキサート（MTX）療法は関節リウマチ（RA）治
療の中核をなすが、まれに重篤な血球減少症を合併し一部の例では致死
的経過を辿る。【症例と方法】2009 年 4 月から 2014 年 3 月までの間に当科
で入院加療を行った血球減少症のうち、MTX投与中で血液疾患が否定さ
れたRA 17 例を後方視的に解析した。【結果】年齢中央値 73（63�85）歳。
男性 4例、女性 13 例。MTX導入から血球減少までの期間は 1年未満が
5例、1年～5年が 3例、5年以上が 9例。MTX投与量の中央値は 6（2�
54）mg�週。初発症状は口内炎 5例、食思不振及び嘔吐 5例、発熱及び倦
怠感 4例、その他 3例。発症要因は腎不全 4例、感染性胃腸炎 1例、誤内
服 1例で残る 11 名は不明。入院時のMTX血中濃度は 0.1 μmol�L 以上 4
例、0.1 μmol�L 未満 11 例、不明 2例。入院時の血球中央値は好中球数 420
（0�3775）�μL、ヘモグロビン 6.7（2.5�13.1）g�dl、血小板数 4.7（0.2�10.5）
万�μL。全例でホリナートカルシウムが投与され、血球回復までの日数中
央値は好中球数≧500�μl まで 8.5 日、網状赤血球≧1％まで 11 日、血小板
数≧5万まで 8日だった。17 例中 4例（24％）が死亡、死因は全て感染症
であり、入院時好中球数 100�μL 未満の 6例、CRP 20 mg�dl 以上の 6例で
は共に 4例（75％）が死亡した。【結語】比較的高齢のRAに対するMTX
療法中に難治性口内炎、食欲不振、発熱などを認めた場合には、MTX
導入からの時期に関わらず直ちに血球数を確認する必要がある。
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P4-50-1 当院における関節リウマチに対するMTXの
使用状況

○
きっかわ たかひで

吉川 尚秀、土海 敏幸、山家 健作、大槻 亮二、南崎 剛
NHO 米子医療センター 整形外科

MTXは関節リウマチ（以下RA）に対し有効性・継続性ともに優れてお
り、早期発症のRAに対しては関節破壊抑制効果も報告されている。以上
のことからMTXは RA治療の中心、anchor drug と位置づけられてい
る。我が国では 2011 年 2 月 23 日に成人用量の増量（16mg�週）および第
一選択薬として使用が承認され、その効果はさらに期待できるものと
なった。当院でもRA治療において積極的にMTXを使用している。今回
当院におけるRA治療に対するMTXの使用状況をまとめたので報告す
る。2006 年から現在までの期間中、当院で加療を行ったRA患者は 24
例であった。その中でMTXを用いて加療を行ったのは 19 例（79％）で
あった。そのうち近位から当院へ転院し、以前の詳細が不明の 2例を除く
17 例を検討した。男 4例、女 13 例で、MTX開始時平均年齢は 60.4 歳
（45～74 歳）であった。MTX開始時平均罹病期間は 8年（1か月～30
年）であった。他のDMARDs からの変更が 9例、第一選択として用いた
のが 8例であった。経過中コントロールが不良なために生物学的製剤を
併用したのは 9例であった。生物学的製剤併用時のMTX用量は 2011
年以前が平均 6.7mg（4～8mg）で、2011 年以降が平均 11.3mg（10～12
mg）であった。MTXが原因と思われる有害事象を 5例に認め、2例が中
止に至った。

P4-50-2 生物学的製剤治療を受ける短期入院患者に体
調自己管理手帳を使用することによって得ら
れた効果

○
むらうち としのり

村内 俊宣、山口 郁美、立山 節子
NHO 福岡病院 看護部

【目的】生物学的製剤治療を受ける短期入院患者に体調自己管理手帳を導
入することで、患者の日常生活での自己管理意識の向上と、医療スタッフ
が患者の療養上の問題を早期に把握し対応できるように取り組んだ。【方
法】1．対象：A病棟で生物学的製剤治療（日帰りもしくは一泊入院）を
受けている関節リウマチ患者 8名 2．方法 1）体調自己管理手帳には、入
院時のデータ（DAS�28）を基に、医師・看護師と共に患者自身による目
標設定、在宅での日常生活行動、疼痛など症状（VASスケール）を記録
する。2）入院時に体調管理手帳のデータを確認し 10～15 分程度のインタ
ビューを行う。3）必要時医療スタッフが在宅での生活指導を行う。3．研
究期間：平成 25 年 6 月～平成 26 年 2 月 4．倫理的配慮：インタビュー
への参加は自由意志とし同意しない場合も不利益は受けないこと、匿名
性の保持、データを研究以外に使用しないことを文書で説明し了解を得
た。【結果考察】1．関節リウマチの患者の主症状である疼痛は、患者自身
が生活の中でいかにコントロールするかが日常生活を左右するポイント
であることがわかった。2．関節リウマチ患者は自分の健康に対して高い
関心を持っており、日常生活の中で自分の健康を維持できるよう注意し
て行動していた。3．体調自己管理手帳に記載した内容を患者自身が読み
返し、振り返る事で、行動と疼痛の関連性を考え、日常生活のなかで体調
に留意して行動することにつながっていた。4．短期入院という限られた
時間で患者の問題をとらえ、生活上の制約、思いを共有・共感すること
で、必要な看護判断や在宅自己管理支援につながると同時にコミュニ
ケーションツールとなった。

P4-50-3 ダーメンコルセット装着時にレストンスポン
ジの使用を試みて―体型及び体位と苦痛の関
係性について―

○
ま え だ さ え り

前田 沙恵里、宮川 佳枝、西本 聖子、西川 直美
NHO 福井病院 看護部 3階病棟

【目的】整形外科病棟において胸腰椎圧迫骨折で入院した患者は装具療法
を受けているが、「コルセットがあたって痛い」と苦痛を表出している。
そこでレストンスポンジ（以下レストン）を使用することで、一点に集中
した圧を除圧することが苦痛の軽減につながるのではないかと考えた。
今回、体圧と苦痛の関係性について体型及び体位の違いで検証した。【方
法】1．被験者 15 名を BMI から「やせ・標準・肥満」に分類する。2．被
験者にコルセットを装着し、簡易式体圧測定器を用いてレストン使用前
後の体圧を測定する。3．測定は体位別（仰臥位（30̊60̊）座位）、骨突出
部位で測定する（9か所）。4．苦痛の程度を「安楽・変わらない・苦痛」3
段階で評価する。結果レストンスポンジを使用することで、体型及び骨突
出部位において体圧は上昇した。部位と体位別の体圧平均値は、やせ
（23.28mmHg）＜標準（25.15mmHg）＜肥満（33.38mmHg）の順で上昇し
た。やせ・標準ではレストンを使用することで苦痛が軽減した。【考察】
やせと標準では、すべての体位において、レストンを使用したことで体圧
が上昇したが、苦痛は軽減された。これはレストンの大きさや厚みが体型
にあっており、骨突出部位の除圧効果が得られたためと考える。また、一
般に苦痛を感じる体圧は 30mmHgから、やせと標準の体圧平均値は 30
mmHg以下であり苦痛を感じなかったと考える。【まとめ】やせ・標準体
型でレストンを使用したことで体圧上昇したが苦痛の程度は安楽となっ
た。

P4-50-4 腰椎術後に残存する下肢しびれに対する足浴
効果の有用性

○
つ ぼ み のぞみ

四月朔日 希、小山田 素子、田中 円、天野 美津恵、西谷 保
NHO 京都医療センター

【研究目的】腰椎術後患者に足浴を実施し、下肢しびれの変化を検証【研
究方法】1．期間：平成 24 年 10 月～平成 26 年 1 月 2．対象：対象者の
選択基準：腰椎手術後の痺れの有無を観察し、術後 9日目まで痺れが残
存している患者 3．方法：術後 10 日目から 7日間足浴を実施する。1）両
足を浸けた後に洗面器ごと袋で覆い蒸す足浴を 10 分間行う。2）足浴は 15
時～17 時に実施。3）足浴開始日と終了日にVASスケール表を使用し、
痺れの状態と部位を足浴実施前、終了後、1時間半後に患者に記載しもら
い平均値を出した。4）足浴実施前・直後・1時間半後のVASスケールを
足浴開始日と終了日で平均値とT検定比較。足浴開始日の実施前のVAS
スケールと足浴終了日の実施前のスVASケールを比較 5）ピッツバーグ
睡眠表を記載（足浴開始日・17 日・24 日目）【結果】足浴は 15 名で実施し
た。VASスケールの平均値を比較すると、足浴実施前は 42.857、足浴直
後 28.07、足浴 1時間半後は 21.64 と減少した。足浴最終日は対象者が 14
名で平均値は足浴前 31.5、足浴直後 15.5、足浴 1時間半後は 15.357 となっ
た。T検定の結果、有意差があったのは足浴開始日の足浴前と直後・1
時間半だった。睡眠の結果、ピッツバーグ睡眠表の平均値を比較すると、
足浴開始日 9.31、足浴終了日 11.31 となった。T検定では 0.22 であり有意
差はなかった。【結論】T検定の結果、有意差があったのは足浴開始日の
足浴前と足浴直後・1時間半後であり、一時的な痺れを軽減する効果は
あったといえる。足浴をすることで持続的に痺れが軽減する結果は得ら
れなかった。
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P4-50-5 脳卒中患者への離床プログラムの実践～背面
解放座位のもたらす効果～

○
おかむら ゆ き こ

岡村 優希子、櫻井 美緒、寺内 英真、永島 好江、古澤 明子
NHO 信州上田医療センター 西3階病棟

【目的】本研究では、遷延性意識障害のある患者に対して離床プログラム
（背面開放座位）を実施することで、1）離床プログラムの実施前後での意
識レベル及び遷延性意識障害スコアの変化 2）離床プログラムの実施前後
でのバイタルサイン及び身体に現れる反応の変化の 2点を明らかにす
る。【方法】脳神経外科病棟に入院中の脳卒中患者で、東北療護センター
遷延性意識障害度スコア（以下、広南スコア：広南スコアとは、意識障害
の程度を示す指標）の点数が 40 点以上かつ、リハビリ開始指示のある患
者 3名に背面開放座位を実施し、広南スコアを用い実施前後で意識障害
の程度を測定。また開始前後、実施中 5分毎にバイタルサインの測定を実
施。【結論】1）今回の介入では、1事例において意識の改善がみられた。
2）意識の改善には、背面開放座位による体勢を保持しようとする筋の働
き、視覚や聴覚、平衡感覚などの感覚刺激、刺激を継続することの必要性
が示唆された。3）意識の改善には、個人差があり、脳の障害部位や程度、
介入実施時の身体状態などが影響することが考えられた。4）背面開放座
位は日数経過で意識レベルの改善に有効な傾向にある。5）背面開放座位
は 1日の経過の中でも意識レベルが改善する傾向にある。6）背面開放座
位実施によるバイタルサインの変動は傾向としては少なく、身体への負
担は少なく実施できた。【結語】症例数が少なく一般化することはできな
かったが、介入が意識レベルの改善に効果があることがいえた。今後は、
端坐位保持テーブルなどの補助具を用いたり、離床プログラムを作成し
介入を簡便化し、日々の業務に取り入れていく必要がある。

P4-50-6 腫瘍用人工関節置換術後の深部感染に対する
治療成績

○
も ち だ ひ ろ し

持田 浩志1、南崎 剛2、吉川 尚秀2、大槻 亮二2、土海 敏幸2

NHO 米子医療センター 初期臨床研修プログラム1、
NHO 米子医療センター 整形外科2

整形外科領域において人工関節置換術後の深部感染は、最も重篤な合併
症の一つとされる。中でも悪性腫瘍に対する広範切除後の機能再建で置
換した場合には、手術により広範囲に筋肉が失われるため皮膚直下に金
属が存在する。そのため一旦感染を生じると治療に難渋し、患肢温存の予
後は極めて不良である。今回、当院で経験した深部感染 4例について検討
した。原疾患は軟部肉腫 2例（類上皮肉腫、骨外性軟骨肉腫）、骨原性肉
腫 2例（小円形細胞肉腫、骨肉腫）であった。起炎菌は全例に同定され、
黄色ブドウ球菌が 2例と多かった。3例は早期感染で 1例は遅発性感染と
診断した。最終結果として 2例は切・離断に至り、残る 2例は救肢できて
いる。

P4-51-1 「個別支援計画の実際」―個別支援プログラム
体験の実施状況について―

○
や ま じ や す お

山地 泰勇、東 優美、上野 綾子、松浦 いづみ、浅田 絹江、
大坂 陽子、川満 徹

NHO あわら病院 療育指導室

「個別支援計画の実際」－個別支援プログラム体験の実施状況について
［はじめに］当院では、「個別支援プログラム体験」と題して、ご家族（成
年後見人）に来院して頂き、個別支援計画に沿って各職種から現状を説明
し、実際に食事やリハビリの様子を見て頂いたり、日中活動（外出行事の
場合もあり）に参加して頂き、利用者様の活動を体験して頂くことを行っ
ている。［目的］利用者様の個別支援計画（日常生活、日中活動）を実際
に家族・成年後見人に体験して頂き理解して頂く。［方法］（1）療育指導室
で日程等計画案をたて、家族、各部署と調整する。（2）個別支援プログラ
ム体験の実施（スケジュール例）11 : 00 家族・成年後見人来院。11 : 10
各部署（医師、看護、リハ科、療育指導室、栄養管理室）から現状説明、
要望の聞き取り。12 : 15 食事の様子を見て頂く。12 : 30 食事・休憩。14 :
30 日中活動に参加して頂く。15 : 30 終了、感想を聞く。（3）話し合いの内
容は児童指導員が記録し各部署へ連絡、情報の共有を図る。［結果］平成
25 年度は 31 人の方について計画し、23 人実施できた。家族・成年後見人
からは「実際の生活の様子や各職種が工夫して携わってくれていること
がよくわかった。等の感想が聞かれ、また、記録により他職種の取り組み
状況が理解しやすくなった。［まとめ］療養介護サービスには、医師、看
護、リハ科、栄養管理室、療育指導室の「多職種間」連携が必要。個別支
援プログラム体験は家族、職員が利用者様を中心にお互いに理解を深め
るきっかけとなり、さらにサービスの質を高めることにつながると考え
る。

P4-51-2 「保育士の視点から見た重症心身障害児（者）に
対する療育支援方法の検討」

○
かん の り こ

菅 徳子1、正木 純子1、増田 幸乃1、武田 直子1、片岡 久美子2、
山崎 宣之1、大江 啓賢3、宇留野 勝久4

NHO 山形病院 療育指導室1、NHO いわき病院 療育指導室2、
山形大学 地域教育文化学部3、NHO 山形病院 診療部長4

【はじめに】当院では 2個病棟合同での療育活動を展開している（以下を
合同療育と略す）。平成 24 年度より大学と共同で、合同療育場面を活用
し、療育実践の内容や手立てを振り返り、今後の療育支援のあり方を検討
したので報告する。【目的】療育場面での保育士と利用者双方を記録し重
症心身障害児（者）らが示す反応が意味する内容を構築していく。【対象】
当院保育士 4名、利用者 19 名（病棟A : 9 名・病棟 B : 10 名。そのうち 4
名は超重症心身障害児（者）である）。また実践にあたり、当院の倫理委
員会の承認を受け、対象者の保護者又は成年後見人に趣旨を書面と口頭
で説明し、書面による同意を得た利用者。【方法】合同療育をビデオにて
記録。活動終了後“振り返り”と題し、ビデオにて関わりと反応等を振り
返った。また、反応に対しての解釈について、聞き取りや記録での記述に
て分析を行った。【結果】平成 25 年度は全 20 回実施した。その中で、は
じめは一人の利用者に関しての解釈にもバラつきが見られていたが、回
数を重ねるごとに評価に一定さがうまれ統一した解釈ができてくるよう
になった。それにより、全員が納得した評価が出来ると共に、確実な利用
者の反応を読み取る事が出来るようになった。【考察】活動を展開してい
く中で、“振り返り”を用いて評価していくことで、統一した見解が見出
せるようになったといえる。今までは、評価の内容にばかり目を向けてい
たが、改めて利用者の微細な反応を読みとり、反応に対しどう関わってい
くべきなのかを見直す良い機会となった。今後はこの見解をさらにアプ
ローチの方法に転換していけるよう取り組んで行きたい。
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P4-51-3 多職種と連携した療育活動における療育指導
室の役割と課題

○
な る み あ つ こ

鳴海 温子、時任 沙絵子、古賀 聖子、中武 孝二
NHO 南九州病院 療育指導室

【はじめに】
当病棟では、4年前より日中活動の中で重点的なサービスの一つである療
育の充実に向けて、多職種で取り組んでいる。昨年度、看護師や療養介助
専門員が療育への参加体制が整ったことで、患者を多角的に観察・評価
でき、療育の充実と患者理解を深めることに繋がったことを発表した。今
回は、それらを通して療育指導室が行った業務から、療育支援における役
割と課題を検討したので報告する。
【目的】
多職種と連携した療育支援における療育指導室の役割について考察する
【期間】
平成 25 年 5 月～平成 26 年 3 月
【方法】
1．他職種より、療育活動に関する疑問や意見を収集する。
2．療育担当看護師と取り組みの評価や課題を抽出する。
3． 他職種からの意見を基に療育指導室にて療育計画の修正や業務調整、
必要文書の作成
4．療育指導室が行った業務内容の抽出と分析
【結果】
他職種より「反応の捉えにくい患者に対する関わり方がわからない」や
「具体的な療育活動について知りたい」等、戸惑いの意見や質問があった。
話し合いを定期的に行ったことで、随時対応することができたが、療育の
アセスメントに関する文書や遊び方の文書等にはすぐに対応できないこ
ともあった。また、他職種の業務や患者の状態変化、急な計画の変更や調
整は指導室が行うことが多かった。
【考察・まとめ】
多職種で療育を実践するには、療育指導室スタッフが療育の基本的な事
項を他職種に具体的に説明でき、理解を得られることなど、療育支援のイ
ニシアチブを発揮することが重要である。また、療育活動を患者の状態に
合わせて実施するようマネジメントするのは療育指導室が役割として担
うことが相応であると考える。

P4-51-4 「ほんの小さなおしゃれから」～理髪実施方法
の検討の試み～

○
ふ じ た た か こ

藤田 貴子、畑 香織、矢北 絵理、辻本 和代、今崎 徳子、
田淵 美奈子、松本 浩幸

NHO 兵庫中央病院 療育指導室

【はじめに】従来、当院は理髪を 1.5 ケ月に 1回 40 名程度を半日で実施し
ていたが、患者様の重症化や病床数の増加により慌ただしく理髪を実施
する状況であった。また長年特定の理髪業者が実施している事による弊
害もでてきた。【目的】安全でゆとりのある理髪方法の検討や新規業者の
開拓、患者様自身がおしゃれを楽しめるような、理髪を再検討する。【方
法】1．理髪開始時間の見直し。2.1 回の実施人数を減らし理髪日の設定を
増やす。3．理髪に使用する物品の見直し。4．理髪業者を複数にし、施術
の向上と効率化を図る。【結果及び考察】1．朝食後すぐに理髪を行う事や、
車いす上で待つ事がなくなった。2．一度の実施人数を減らした事で、ゆ
とりある安全な理髪を行えるようになった。3．理髪の際、何気なく新聞
紙を使用していた。現在は使い捨てであるが、再生紙と粘着式ビニール
シートを使用し、気持ちの良い理髪が実施出来るようになった。また自分
の好みを伝えられるようになり、鏡を準備した事で髪型を確認出来るよ
うになった。4．重症心身障害児・者病棟は新規業者を加えて 2業者で実
施し、カット技術がお互いの業者に分かるため丁寧になった。【まとめ】
患者様自身が理髪を通して“ほんの小さなおしゃれ”を感じられる生活を
提供していきたい。

P4-51-5 療養介護に移行後の療育活動開始のために
行った取組み

○
さいとう よ し え

齋藤 良江、神藤 正、猪苗代 華恵、太田 壽美子、近藤 順子、
木崎 佳恵、中村 満穂、阿蘇 未紗

NHO 宮城病院 療育指導室

【はじめに】2012 年 4 月から重症心身障害者病棟は、療養介護に移行した。
これまで療育活動は保育士と指導員で行っていたが、2012 年 12 月から新
たに看護師や業務技術員も参加するようになった。従来は参加してこな
かった職種が新たに参加するにあたり、どのようにしたら円滑に療育活
動に参加してもらえるか、という問題が生じたため、様々な取組を工夫し
た。【目的】新たに療育活動に参加することになった職種（看護師・業務
技術員）が、円滑に業務を開始するために行った取組（学習会や利用者個
別の情報伝達など）の効果について検証する。【方法】新たに療育活動に
参加することになった職種（看護師・業務技術員）を対象に、円滑に業務
を開始するために行った取組の前後にアンケートを実施し、その比較・
分析を行った。【結果と考察】様々な取組を行った結果、取組後のアンケー
トでは療育活動に参加することに不安がある人が 42％から 8％まで減
少し、活動の内容や効果まで理解した人も増えていた。また、療育活動に
関わる職種が多様になり人員数が増えたことから、療育活動の質の向上
が得られた。【結論】新たに療育活動に参加することになった職種が、円
滑に業務を開始するために行った学習会や療育対象者個別の情報伝達な
どの取組みは有効であり、療育の質の向上に繋がった。

P4-51-6 強度行動障害児（者）にスヌーズレンを実施し
て

○
いちかわ み わ

市川 美和、大島 浩文、石橋 知佳、登坂 美智子、神戸 美穂、
岩松 加奈、荻原 幸子、土屋 まゆみ

NHO 小諸高原病院 療育指導室

【はじめに】当院の動く重症児（者）病棟には強度行動障害スコア 10 点以
上が 12 名、35 点以上が 1名が入院し、自傷、こだわりや他傷等、病棟生
活への適応が難しい現状である。そこで、薬物療法の他、心地よい環境を
設定することで気分転換に繋げるとともに行動障害の軽減とリラクゼー
ションを図ることを目的としてスヌーズレンを実施したのでここに報告
する。【目的】1行動障害の軽減と環境を整えリラクゼーションを図るとと
もに情緒の安定を図る。2生活空間の拡大と気分転換を図る。【対象者】強
度行動障害スコア 10 点以上 12 名、35 点以上 1名【方法】期間：H25.4～
H.26.5 週 1 回。14 : 15～15 : 00 光の強弱やアロマ等使用し環境に変化をつ
けるチェック表を作成する【結果】自傷や他傷、こだわり、破衣行為等が
見られる為、対象者は日常、個室等で過ごす事が多い。スヌーズレンとい
う環境を設定し刺激が少ない空間を提供した事で、興味を示す姿や穏や
かな表情が見られた。個々の行動障害等もなかった。特に 35 点以上の対
象者は 1対 1で対応し外部からの刺激が入らないよう特に配慮した。暴
力、暴言、奇声といった行動も無く会話も穏やかであった。【考察】静か
な環境を設定したことで、精神的にも落ち着き、自傷、他傷等の行動障害
が見られず有効であった。リラックス体操を導入したことで、人とのふれ
あいも重要であったと感じた。環境を変えたことで一時的ではあるが興
味関心が光に向き、行動障害の軽減に繋がった。チェック表を用いた事で
表情や行動の変化に気づく事が出来た。環境要因が行動障害の引き金と
なることもあるので、今後も心地よい環境を整え、穏やかな生活が提供で
きるよう支援していきたい。
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P4-51-7 クッキング活動の取り組み～マナのジュース
屋さんへようこそ～

○
いしばし じゅんこ

石橋 純子1、下司 洋子1、興梠 直美1、秋山 仁美1、藤井 鈴子1、
宮崎 愛1、中友 千芳子1、松井 欣也2、竹内 由紀2、古川 香織2、
中右 智子3

NHO 南京都病院 療育指導室1、NHO 南京都病院 栄養管理室2、
NHO 南京都病院 リハビリテーション科3

【はじめに】当院では、平成 26 年 2 月から年間行事計画の中に栄養管理
室・言語聴覚士と連携し月 1回クッキング活動を実施している。「ミック
スジュース」作りを通して利用児・者全員が参加できるクッキング活動
の取り組みを設定し展開出来たので報告する。【目的】1）五感を通して食
べることを楽しむ 2）料理が出来上がっていく期待感を楽しむ 3）周囲の
人・物事と相互的に関わり、コミュニケーションを広げる【内容】「ジュー
スバイキング」（ミックスジュースを作って好きなジュースを選んで飲
む）季節によってフローズンアイスやスープなどを作る。【役割分担】療
育指導室：環境調整（ジュース屋さん開店）。参加利用児者の移動介助。
内容の展開（はじまりの歌・挨拶 野菜・果物を見る・触れる・匂う。ミ
キサーのスイッチ介助。ジュースの選択・摂食介助）栄養管理室：野菜・
果物の準備。テーブル・調理器具・食器の消毒・設置。果物カット。
ジュース作り（分量・味の調節）。取り分け。言語聴覚士：ミキサーとス
イッチ類の設置。関わりの介助。ジュースのトロミ調整。摂食介助。【ま
とめ】1人の利用児とのごっこ遊びから、他職種と連携をすることでクッ
キング活動の実現へと発展することが可能となった。利用児・者は本物
の野菜や果物に触れる事で食べ物への興味や関心も深まった。また、経管
栄養の利用児・者もミキサーのスイッチを押してジュースを作り、お客
さんに売るなどの役割を持ち活動に主体的に参加できた。事前に各部門
との調整と準備が入念に出来ていた為、活動は問題なく実施展開出来て
いる。今後も他職種と協力しながら適切な工夫を凝らし活動を進めてい
く事が大切だと考える。

P4-52-1 強度の変形・拘縮がある重症心身障害児の難
治に経過していたスキントラブルへの対応

○
もちづき み え

望月 美絵、井出 美帆、中司 広恵、堀江 恵子、黒松 久恵
NHO 静岡富士病院 看護課

【目的】患児は胎児水腫の為仮死状態で出生し、出生直後から人工呼吸器
管理が行われている。全身的に及ぶ重度の関節可動域制限と右肩関節は
亜脱臼状態になっている。脊柱は胸椎上部の後弯・側弯が特に強い。患児
の身体的変形の特徴から、固定の際にかかる摩擦や圧迫が皮膚への負担
となって発赤、びらん、亀裂などのスキントラブルを繰り返し発生してい
る患児に対し、首紐の素材や、統一した固定方法などを検討し、改善した
事例を報告する。【方法】1．期間 2013 年 7 月 16 日～2014 年 3 月 31 日
2．方法 1）体位の工夫 2）カニューレ固定紐の工夫 3）固定方法（1）
頚部のみの固定（2）肩から脇の下を通過する固定 4）軟膏処置【結果】
方法 1）2）3）により、頚部にかかる圧を分散させる効果はあったが、3）
（2）は右肩の亜脱臼状態が長期間の固定には無理があり、3）（1）に戻すと
スキントラブルが発生した。それに伴い、皮膚の状態に合わせた 4）と再
度 2）を見直すことでスキントラブルが改善した。【考察】気管カニューレ
の事故防止を防ぐため、固定による過剰な圧が頚部にかかりスキントラ
ブルは難治になっているのではないかと考えられる。患児の身体的特徴
から体位や固定方法の工夫だけではなく 1意識的に患児の皮膚状態を常
に注意深く観察する。2スキントラブルの状態に合わせた処置方法を誰も
が判断し決定できるよう徹底した事、WOCの介入もあり、スキントラブ
ルの早期発見と改善に結びつけることができたと考える。【おわりに】難
治に経過していたスキントラブルは、常に患者の状態を把握し、統一した
対応を継続することが重要である。

P4-52-2 オムツの機能を活かした当て方をすることで
尿漏れを減らす試み～個別性に合わせた当て
方をしてみて～

○
あ べ ひ ろ こ

阿部 寛子、石沢 ルリ子、橋本 亨子、尾形 友美、吉岡 茜
NHO 山形病院 看護部

【はじめに】重症心身障害児は身体の変形や拘縮のある方が多く、長期に
わたって排泄の介助を要する。当病棟では以前、オムツの見直しを行い、
体格や活動レベルに合わせオムツのサイズを選び、当て方を統一し、尿漏
れのある患者様にはオムツのサイズを大きくし尿取りパットの枚数を増
やす対策をとってきた。しかし、その対策がオムツ同士のずれや隙間を生
み、尿漏れを助長させる誘因になっていた。今回、学習を通しオムツの機
能を充分に活かした当て方をすることで尿漏れ減少の効果を検証した。
【対象と方法】身体の変形が著しく、尿漏れしやすい患者様 6名を対象と
し、チェック表を用いて尿漏れの状況や回数を実態調査した。その後ス
タッフに学習会を実施（当病棟で使用しているオムツメーカーに効果的
なオムツの当て方の講習会を依頼）し、 学習後再び尿漏れ状況を調査し、
学習前後で尿漏れの回数を比較した。【結果・考察】実態調査よりテープ
式オムツや尿取りパットがずれている、尿取りパットの過剰使用による
オムツ隙間の出現などの問題点が判明した。そのため学習会後、オムツの
サイズの見直し、オムツギャザーの活用、テープの止め方、身体の変形拘
縮に合わせオムツを差し込むなどを共有し実施した結果、全患者様の尿
もれは取組み前より減少していた。オムツの機能を充分に活かし、患者様
に合った当て方ができたと考える。【終わりに】研究を行ったことでス
タッフがオムツの当て方の工夫にも積極的に関わり、オムツ交換に対す
る意識の向上に繋がった。

P4-52-3 重症心身障がい児（者）の下肢静脈環流障害改
善への取り組み～車椅子乗車時の姿勢の工夫
と足関節運動効果～

○
いちかわ み さ え

市川 美佐江、重原 あい、内山 真澄、鈴木 和子、
佐久間 真記子

NHO 福島病院 看護部

【はじめに】重症心身障がい児（者）は（以下重症児（者）とする）、関節
拘縮・変形・麻痺があり、下肢の低下や静脈の弾性低下により、車椅子に
長時間乗車していると下肢静脈環流障害を生じやすい状態にある。そこ
で、姿勢の工夫と足関節背屈運動を実施し、下肢の静脈環流障害の改善が
図れるかを明らかにしたいと考え研究に取り組んだ。【研究目的】車椅子
乗車時に下肢静脈還流障害のある重症児（者）に対し、姿勢工夫と足関節
背屈運動が下肢の静脈環流にもたらす効果を明らかにする。【対象及び方
法】車椅子乗車時に下肢に静脈の血流障害をきたす患者 4名を対象。測定
方法は左足底部の表面温度と深部温度、左下肢の皮膚色、血流速度の項目
を乗車直後・15 分・30 分前後に測定。1．車椅子の座面に、全員同一の高
さのクッションを敷き、膝の位置が臀部より高くならないよう姿勢を工
夫する。2．血流障害が現れる 15 分・30 分後に足関節背屈運動を 1分間に
50 回実施。【結果】1．姿勢の工夫では深部温度は全員上昇。血流速度に大
きな変化はなかった。皮膚色は悪くなった。2．足関節背屈運動では深部
温度は約 1.0℃上昇し血流速度は運動後には約 2.0cmS 上昇し皮膚色も改
善。【考察】股関節が伸展されたことで臀部から大腿部にかけての血液が
溜まりにくくなるが、静脈周辺の筋肉は収縮したままで、還流障害の改善
には至らない。また、運動は下肢の骨格筋ポンプを作用させ、静脈周辺の
血流が上昇、静脈還流障害は改善されると考える。【結論】1．クッション
を使用した姿勢の工夫は改善には至らなかった。2．乗車時の足関節背屈
運動は、静脈環流障害の改善傾向にあることが示唆された。
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P4-52-4 食道がんを患った重症心身障害児（者）の疼痛
コントロールを目指して～独自の疼痛スケー
ルの活用～

○
はやし ゆ か こ

林 由加子、金井 美月、大島 和加子、清水 一二子、
奥澤 直美、本間 富美子

NHO 西群馬病院 重症心身障害児（者）病棟

【はじめに】癌性疼痛の約 80％は鎮痛薬を適切に使用することによりコ
ントロールが可能である。しかし重症心身障害児（者）は、認知・伝達能
力が未発達のため、苦痛の客観的判断が難しい。また児のもつ特徴を理解
し、いつもと違うと思われる反応を見極める必要があるが、今回の事例は
入院まもない患者であった為に、患者の特徴を十分に捉える時間が限ら
れていた。快・不快は表出可能で嫌な事は手で払いのける等の行動は確
認できたが、言葉での苦痛表現は不可であり苦痛を客観的にアセスメン
トすることは難しかった。それらを表現できれば疼痛緩和の指標が出来
るのではと考え、家族と共に患者に合った疼痛スケールを作成し、疼痛緩
和に繋げる事が出来たので報告する。【経過】2013 年 3 月食道癌と診断。
療育環境を保ち、癌専門病院での緩和ケアを家族が望まれ入院となる。対
象：K・Eさん 29 歳 女性 コルネリア・デ・ランゲ症候群 大島の
分類 1入院後塩酸モルヒネ持続皮下注を使用。他者評価可能な「STAS」の
使用を検討したが、患者に合わず使用できなかった。しかし、疼痛スケー
ルは必要不可欠であると考え、母協力のもと表情と泣き方、啼泣持続時間
から不快・苦痛を患者の特徴的な表情やしぐさと数値で表し、段階に応
じた対処方法を明確にした。疼痛スケールを使用し徐々に減量となり塩
酸モルヒネ散頓用となる。【結論】知能的にも自ら訴える事が難しい重症
心身障害児（者）であっても、日頃から患者の快・不快を知ることで、客
観的観察に繋げる事が出来た。また、患者の苦痛を共通認識し、タイミン
グを逸する事なく疼痛緩和することで、患者・家族に笑顔が多くみられ
るようになった。

P4-52-5 興奮のある患者への対応の統一～興奮の起き
る時間、状況を調査して～

○
いたがき じゅん

板垣 潤
NHO 松江医療センター 3階病棟

【はじめに】A氏は日常生活の中で大声を出し、表情険しく興奮すること
が多く、興奮時には苦痛を伴っていると考える。重症心身障害者病棟にお
いて、穏やかな生活を送るためにも、興奮を減少させる関わりが必要であ
る。今回、患者がどの場面で興奮し、興奮を減少させるためにどのような
関わりをしたか調査を行った。【目的】興奮は患者の訴えであると考え、
どのような対応が興奮を減少させるか明らかにする。【対象】患者A氏、
40 才代、男性【調査期間】2013 年 10 月～11 月【方法】興奮を確認した時
刻や状況、どのような対応を行ったかを記録より抽出し分析する。【結果】
調査を行った 24 日間のうち、興奮の発生回数が多かった時間帯は 10 時
台が 8回、4時台と 5時台が 2回であった。興奮時の対応は「読書灯を点
ける」「体位変換をする」が 6回、「声掛け・スキンシップを行う」「音楽を
流す」「自然に落ち着く」が 4回であった。18 時台には、大声と共に笑顔が
見られた。【考察】昼食前に興奮の記録が集中しているのは、空腹感の訴
え又は食事に移行する場面転換に気持ちが切り替えられない事の表出で
はないかと考えられる。4時・5時台は、病室が暗い中で起床し、周囲の
環境についていけない為に興奮に繋がったのではないかと考えられる。
18 時台は笑顔が見られ、快の興奮と推測される。【結論】1．興奮時、スタッ
フ個々により対応が違っていたが、今後は統一した関わりができる。2．
気持ちを切り替えられない事が多いA氏に対して、迅速に対応すること
で興奮を減少できた。3．不快の興奮だけではなく、快の興奮もあること
がわかった。

P4-52-6 ボールを使用した微振動による排便援助を看
護業務に取り入れるために

○
あ そ う し ほ

麻生 志保、田中 貴子、豊泉 三枝子
NHO 静岡てんかん・神経医療センター 看護部

【はじめに】前回の研究で、微振動による排便効果が認められたが、1回に
5分間を要すること、体位変換にスタッフ 2名が必要なことから、1日の
定期的な看護業務として定着しなかった。また、実施中に患者の筋緊張が
強くなり表情が険しくなることもあった。そこで、患者と援助者の双方の
負担が少ない援助を検証した。【目的】前回の微振動の手技を簡易化、ま
た時間を短縮して実施し、その効果と看護業務への導入を検証する。【方
法】便秘症状を有する患者を無作為に 3名選出。腹部にボールを乗せた上
から用手的に微振動を 2分間実施。微振動開始前後、各 2ヶ月間の排便状
況を比較した。患者の負担はフェイススケールを用い評価した。微振動実
施状況をスタッフへのアンケートとカルテより調査した。【結果】3名とも
1月当たりの自然排便回数は増加し、2名は浣腸使用回数が減少した。実
施率は、微振動開始当初 78％と低かったが、実施時間の評価・修正後は
90％に上昇した。フェイススケールを用いた結果から、患者の拒否はな
かったと判断できた。アンケート結果では、手技自体が困難であると言う
意見はなく、スタッフ 22 名中 19 名が微振動の継続に賛成であった。その
他に、患者の観察やコミュニケーションの場となったと言う意見があっ
た。【考察】簡易化した方法であっても排便効果が認められた。微振動の
効果を数値として示すことや「2分間」という時間は、スタッフの負担が
少なく看護業務へ導入できた。援助者側の心理的余裕は実施中の患者と
の関わりにも良い影響をもたらした。スタッフ全員が意欲的に取り組め
るよう、今後も長期に渡って効果を検証し、フィードバックしていく必要
がある。

P4-52-7 重心におけるオリゴ糖服用による便秘改善の
検証

○
と も の じゅんいち

伴野 純一、山崎 宏子、井上 愛、高嶋 春美
NHO 静岡てんかん・神経医療センター 看護部 C1病棟

【はじめに】重症心身障害者は便秘傾向なことが多い。当病棟も同様であ
り、下剤服用による腹痛や下痢等の苦痛や浣腸の繰り返しによる排便反
射障害等の問題があった。飲みやすいオリゴワンTMを服用することで、
患者様に負担を与えずに自然な生理作用による排便を促すこととした。
【研究方法】対象は自然排便が少なく摘便や浣腸の頻度が特に高い 5名を
選定。オリゴワンTMを服用し自然排便、浣腸、摘便回数をカウント、同
時に便の性状や臭いを観察。2週間毎に評価し約 2か月間実施した。【結
果】5名中 4名が自然排便の回数が増し、浣腸・摘便回数が減った。効果
が見られた 4名中 1名はオリゴワンTM服用前には自然排便がなかった
が、服用後は 2週間の間に 8回排便が見られ便も柔らかくなった。他の 3
名では便臭の軽減が見られた。効果が見られなかった 1名は自然排便回
数、便の性状等に変化は見られなかった。【考察】オリゴ糖は排便に効果
があると言われている。今回対象者 5名中 4名に著効が得られた。下剤服
用による急激な腹痛や浣腸による肛門部への負担が軽減し、さらに、便が
軟便に変化したことで排便時の怒責軽減にもつながったと考える。そし
て便臭の軽減は患者様への不快感の除去になったと考える。オリゴ糖は
甘味料であり今回お茶に入れて服用したが、お茶が嫌いな患者様も拒否
なく飲めた。また、一包化されたオリゴワンTMは取扱いが簡易であり、
服用量など管理面でも問題は生じなかった。
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P4-53-1 摂食時に過敏と不随運動が強い児へのアプ
ローチ～看護師の手技統一の有効性～

○
み や じ み か

宮地 身佳、田辺 珠恵、佐倉 志洋、南條 博子
NHO 福岡東医療センター 看護部

【はじめに】A氏は脳性麻痺により摂食時の過敏や不随運動が強く、摂食
機能訓練の方法を提示していたが介助の手技にばらつきが見られてお
り、摂食機能の向上も図れていなかった。今回、看護師の手技統一を教育
的に行い、A氏の摂食機能向上に有効であったのか検討したので結果を
報告する。【方法】対象：選抜された病棟看護師 14 名 看護師の手技とA
氏の摂食機能の評価表作成：A氏の特徴を踏まえた 1認知と開口 2顎の
固定 3食物を取り込む際の口唇閉鎖 4取り込んだ後の口唇閉鎖 5舌で押
しつぶし送り込む動作 6嚥下機能 7誤嚥の有無 8嘔吐反射の有無を取り
入れた全 8項目。各項目に対し 1～5段階の点数評価とし点数が高いほど
最良とした。手技の評価：他者評価 データ分析：手技統一前と後での
看護師の手技評価およびA氏の摂食機能評価のデータを比較する。【結
果】看護師の手技評価は、統一前と比べ全項目で上昇を認め、総平均値は
3.6 から 4.6 へ上昇した。A氏の摂食機能の項目 1は 2.5 から 2.1、項目 2
は 2.8 から 3.3、項目 3は 2 から 2.3、項目 4は 1.7 から 2.5、項目 5は 2.6
から 3、項目 6は 3.5 から 3.7、項目 7は 3.3 から 4.1、項目 8は 3.8 から 4.5
となり、総平均値は 2.8 から 3.2 へ上昇した。認知と開口の項目のみ低下
したが、他の 7項目は上昇した。【評価・考察】看護師に手技統一を図る
ために教育したことで、看護師の手技は上達した。この影響からA氏の
摂食機能も向上しており、看護師の手技統一を図ることは、A氏の摂食機
能向上に有効であった。しかし、認知・開口の機能が低下したのは、過敏
や不随運動が強いA氏にとって、今回の期間では短かったと考える。今
後も統一した摂食機能訓練を継続する事が必要である。

P4-53-2 重症心身障がい児（者）に対する、用手微振動
を用いた排便促進への働きかけ

○
ま す だ え み

増田 恵実、坂下 夏樹、曾根 千尋、井上 和世
NHO 静岡てんかん・神経医療センター 看護部

＜はじめに＞重症心身障がい児（者）は消化管障害、運動・歩行障害、筋
緊張異常、抗てんかん薬の副作用など様々な要因により慢性的な便秘状
態にあり、これらはイレウスを起こす原因となる。当病棟では腹部機能の
低下に伴い、下剤や浣腸使用量が増え、連日浣腸を実施している患者が以
前より増えている。このため、人の手によるケアで便秘を改善したいと考
え、用手微振動を実施した。＜目的＞用手微振動により排便回数の増加、
浣腸の使用回数・腹囲が減少する。＜方法＞対象者はイレウス既往があ
り、腹部膨満の著明な患者 2名。実施体位は腹臥位または側臥位。朝のオ
ムツ交換時に腹囲測定を行い、1日 1回腰臀部 4か所に各 1分間、用手微
振動を実施。実施前後に腸蠕動音を聴取し比較・評価。実施期間は 3か月
とした。＜結果＞用手微振動実施後から連日浣腸を行うことはなくなっ
た。患者 2名の 1回量に満たない自然排便回数が、実施前より増えた。ま
た、実施中から排ガスが確認できた。腸蠕動音は不変または亢進した。腹
囲は排便の有無に関係なく、ばらつきがあった。＜考察＞用手微振動は便
秘の改善に効果があること、身体の変形や拘縮の強い重症心身障がい児
（者）にも負担が少なく、看護者にも実施しやすい安全で簡便な手技であ
ることがわかった。腹囲にばらつきがあったのは、空気嚥下によるものと
考えられる。用手微振動は、人の手によるケアとしてスキンシップやリラ
クゼーション効果も期待できるため、今後も看護に取り入れ、より多くの
患者に実施したい。

P4-53-3 睡眠障害のある重症心身障害者に対する入眠
援助―生活リズムを改善し、日中活動向上へ向
けた取り組み―

○
はまぐち け ん た

濱口 健太、真鳥 加珠美、峯 美由紀、伊東 絵里奈、
橋本 恵津子、菅 明美、木下 日出美

NHO 長崎病院 みどり1病棟

【はじめに】夜間中途覚醒や熟眠障害があり、日中の機能障害やQOLの低
下が生じている重症児者に対し、リラクゼーション、血液循環の促進など
の効果がある足浴を取り入れた入眠への援助を行ったので報告する。【対
象】A氏 46 歳 女性 入所歴 32 年 大島分類 10 診断名：脳性麻痺
精神発達遅滞 感情の表出は豊か 座位保持ができ、介助にて歩行可能
倫理的配慮：院内の倫理委員会にて承認を得た。【方法】1．実施期間は平
成 25 年 5 月～10 月、足浴、指圧、マッサージを実施、2．アテネ不眠尺度
による客観的な不眠診断の評価 3．睡眠表を作成し不眠症状の把握と睡
眠習慣の確認 4．実施前から後の表情、一日の過ごし方、筋緊張の程度、
経費的酸素飽和度（以下 Spo2）、心拍数の変化等の観察 5．日中の余暇
活動の実施【結果】足浴前後での不眠診断は、前平均 12 点（SD8～19）、
後平均 2点（SD1～5）。睡眠時間は、後 5時間以上 64％、3時間以上 5
時間未満 29％、前と変化なし 7％。前後一カ月の睡眠時間の推移は、前平
均 2.6 時間（SD0～7）、後平均 5.5 時間（SD3～9.5）。入眠時間は後 1時間
53％。日中の睡眠時間は、前平均 2.7 時間（SD2～4）、後平均 1.5 時間（SD
0～3）。足浴中はリラックスした表情で、心拍数、Spo2 に大きな変化はな
かった。後は、下肢末梢の冷感、チアノーゼは消失し、四肢の緊張緩和を
認めた。外気浴や運動など日中の活動が拡大した。【考察】睡眠障害に対
して、スキンシップを図りながらの足浴を実施した。その結果、睡眠時間
の延長、入眠時間の是正が得られ、ケアの有効性が示唆された。今後、個々
のケースの睡眠障害の特徴を考慮しより良い援助につなげたい。

P4-53-4 準超重症心身障がい児の笑顔を引き出す関わ
り

○
はるかわ え り こ

春川 恵梨子、小竹 友美、渡部 のぞみ、栗田 孝子、菊地 鈴子
NHO 新潟病院 重症心身障害児者病棟

【目的】入院後の病状の変化や家族との分離による慣れない入院生活によ
り、徐々に笑顔の表出が見られなくなった患児に対し、遊びを提供するこ
とで笑顔を増やしたいと考えた。【研究方法】1．研究対象当院入院中の 7
歳女児 脳性麻痺 てんかん 知的障害 感情の表出なし 寝たきりの
状態 発達検査（MEPA2）コミュニケーション：7～9ヶ月 2．研究期間：
平成 25 年 11 月～平成 26 年 2 月 3．研究方法日常生活援助、看護処置、
栄養時間、リハビリ活動、授業時間以外の余暇時間 30 分で曜日ごとに
違った遊びを 3か月間実施する。月・水・金曜日：童謡に合わせて手遊
び（介助にて手をたたいたり、腕を動かす。）火・木曜日：風船遊び（介
助にて風船をつかんだり投げ返す。）土・日曜日：トランポリンなどの遊
具を使用した全身を動かす遊び。4．評価方法独自に作成した 5段階のス
マイルスケールを使用する。遊び実施中に、患児の表情（笑顔）の変化、
家族の反応の変化を専用の記録用紙に記入し評価する。【結果】1．日常生
活の中で、継続して遊びを取り入れたことで笑顔を引き出すことができ
た。2．音楽に合わせての手遊びや遊具で身体を使う遊びを行うと、反応
がよく笑顔が多く見られた。【考察】日常的生活の中に身体を使う遊びを
取り入れたことで、笑顔を引き出すことができ、家族からも表情が柔らか
くなったとの意見が聞かれた。このことから、遊びの中で家族以外の関わ
りや、活動範囲の拡大、周りからの刺激が増えたことも笑顔を引き出す要
因になったと考える。
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P4-53-5 重症心身障害児（者）へのリフレクソロジーに
よる下肢への温熱効果、保温効果への取り組み

○
さ や ま く に か

佐山 邦香、平賀 芳美、塚原 輝美、小宮山 明美
NHO 甲府病院 看護部 7病棟

【はじめに】重症心身障害児（者）（以下、重症児（者））の多くに下肢の皮
膚表面温度の低下がみられる。当病棟では靴下の着用や温罨法等による
保温を行っているが、下肢の皮膚表面温度をあげる効果があまり得られ
ていない。今回、施術による温熱・保温効果が期待できると考えられてい
るリフレクソロジーに着目した。リフレクソロジーは神経の末端やエネ
ルギーの道筋を刺激することによって、内臓を含めた体のすみずみに血
液を送り、全身の機能に全体的に働きかける効果があるとされる。そこで
今回下肢冷感がある重症児（者）に対してリフレクソロジーを行った結果
について報告する。【研究目的】下肢冷感のある重症児（者）へのリフレ
クソロジーの皮膚表面温度上昇による温熱効果、保温効果の持続性を明
らかにする。【研究方法】下肢冷感のある患者で下肢に炎症や感染症がな
い患者 2名を対象とする。リフレクソロジーの施術（両足 10 分）による
皮膚表面温度の時間による変化を分析する。【結果】1．リフレクソロジー
の施術開始 5分～10 分にかけて皮膚表面温度の上昇速度が大きかった。
2．リフレクソロジー施術 30 分後に皮膚表面温度が一時下降し、上昇する
変動が見られた。3．施術前に比べ 2時間後には皮膚表面温度が上昇した。
4．施術前に比べ、施術開始から施術後にかけて皮膚表面温度が上昇し、
2時間後も皮膚表面温度が下がることなく、温かさが持続した。【結論】1．
本研究において 2時間の保温持続性がある。2．施術開始 5～10 分後に温
度上昇があり、即効性がある。ゆえに、リフレクソロジーは温熱効果があ
り、下肢冷感の改善に効果があることが示唆される。

P4-53-6 重症心身障害児（者）の下剤減量を目指し
て―温罨法・腹部マッサージを取り入れて―

○
かさはら ち ず か

笠原 千寿香、相澤 容子、青木 恵理子、植木 はるみ
NHO さいがた医療センター 11病棟

【はじめに】重症心身障害児者（以下重心とする）は慢性的な便秘状態を
呈することが多くイレウスに移行する患者も少なくない。その為排便コ
ントロールは重心看護の中で重要な役割を持っている。当病棟でもイレ
ウス予防を考えると下剤の減量は困難な状況であった。今回、温罨法と腹
部マッサージの実施で重心の慢性的な便秘患者が自然排便に変わったと
報告された先行研究を取り入れ、下剤の減量と苦痛緩和に取り組んだの
で報告する。【目的】温罨法と腹部マッサージを用いることで液体下剤を
減量し、便形状を普通便に近づけることができるか検証する。【方法】対
象者は毎日定時に下剤を内服し更に液体下剤を併用し便形状が泥状便か
ら水様便に至っている患者 5名。1、対象患者の研究開始前後の液体下剤
の内服状況、浣腸の実施回数を調査。2、対象者に午前・午後の温罨法 5
分、腹部マッサージ 5分実施し前後に腹部状態の観察。3、便形状をブリ
ストル便形状スケールにて判定。4、液体下剤の量や浣腸の時間などの評
価・修正。【結果及び考察】仮説では温罨法と腹部マッサージを取り入れ
る事で浣腸をせずに排便が見られ下剤の減量も可能になると考えてい
た。しかし本研究では個人差があり対象患者 5名のうち 2名のみの下剤
減量となった。下剤服用歴 10 年未満の患者は腹部マッサージ等の外部刺
激の併用で下剤減量が可能になる可能性が高く 10 年以上の連日多量下
剤服用患者は薬効などの内部刺激にも外部刺激にも腸の機能低下から反
応が鈍くなり効果が出にくかったと考える。【結論】温罨法、腹部マッサー
ジを行う事は下剤の減量と便形状を普通便に近づけることに有効である
と言える。

P4-53-7 重症心身障碍児の睡眠覚醒リズムの改善を図
る試み～一定時間の車いす乗車を行なって～

○
な か の ゆ う き

中野 有姫、田中 千枝、野口 智恵美、中島 和浩、永嶋 まゆみ
NHO 甲府病院

【背景】学童期は、他者との関わりが心身の発達に影響を及ぼす重要な時
期である。対象患者は治療や薬の副作用などで不規則な睡眠・覚醒パ
ターンとなり、面会や授業の際にも眠っている事が多かった。そこで、日
中の覚醒時間を増やし、他者との関わりや活動を増やしていきたいと考
えた。【研究目的】患者の睡眠�覚醒時間の調査から睡眠覚醒リズムの現状
を明確にし、睡眠覚醒リズムを整える援助（食事、活動）の効果を明らか
にする。【研究方法】第一期は睡眠�覚醒時間の現状調査。第二期は外的環
境の食事に変化を加えた時期（24 時間持続注入から 0時～4時までの経
管栄養を休止）。第三期は第二期にさらに一定時間の車いすによる姿勢保
持を加えた時期。それぞれの期間の睡眠�覚醒の時間を比較し、検討を行
う。【結果】第一期では昼夜関係なく睡眠をとっている状況が確認された。
第二期では夜間の睡眠�覚醒に大きな変化は認められなかった。第三期で
は第一期に比べると理想睡眠時間帯の睡眠時間が 13％上昇するという
結果が得られた。【考察】第一期の睡眠�覚醒パターンは確立していない、
これは機械音アラーム音、ケアのための夜間の照明の使用、抗てんかん薬
の内服が考えられる。第二期では有意差を認めなかった。第三期では常に
臥床していることが多い患者にとって、車いすによる姿勢保持を行った
ことで活動量が増え、理想睡眠時間帯での睡眠が増加し、望ましい結果に
近づいた。また、良い母子関係を築き上げることが期待できる。【おわり
に】食事時間と姿勢保持という簡便な方法を実施することで、患者の睡
眠・覚醒リズムを改善していくことが可能であるという示唆を得ること
ができた。

P4-54-1 座位姿勢時に身体的変化を起こす重症心身障
がい児（者）の実態調査

○
た な か み ほ

田中 美帆
NHO 紫香楽病院 1階病棟

【研究目的】重症心身障がい児（者）に安全な座位姿勢援助をする為に、
座位姿勢時に身体的変化を起こす患者の実態を明らかにする。【研究方
法】対象は車椅子の背もたれ角度が 45 度以上で、下肢下垂座位ができる
患者 21 名、その内訳は小児期（18 才まで）6名・壮年期（25～44 才）8
名・中年期（45～64 才）7名。抗重力姿勢が及ぼす身体的影響の観察とし
て疲労症状・姿勢の傾き・末梢循環障害・興奮など 14 項目を 15 分毎に
60 分まで観察。結果を正常値と異常値で単純集計・クロス集計を行う。
【倫理的配慮】院内倫理審査委員会の承認後、文書にて患者・家族に説明
し同意を得た。【結果】酸素飽和度・下肢色・冷感は 30 分以降より 50％
以上に変化が現れた。酸素飽和度・心拍数・呼吸数・下肢色・姿勢の傾
き・興奮は小児期と中年期に変化が現れる割合が高い。【考察】重症心身
障がい児（者）は「重篤な障害ゆえに寝たきりとなった人達が約三割を占
めている」と言われており、下肢の筋力も弱い。そのため深部静脈を圧迫
させ貯留血液を中枢側に移動させる筋肉ポンプ作用の能力が弱いと言え
る。今回の冷感・下肢色の変化は座位による静脈還流の減少が影響して
いると考える。この変化は 30 分以降に起きる事が検証されたことで、座
位開始後 30 分以降の観察に注意が必要である。また、小児期と中年期の
患者に身体的変化が現れた事より発達途中による身体機能の未熟さと加
齢に伴う身体機能の低下も影響していると考える。【結論】1．身体的変化
は座位開始 30 分以降に起きる事が多い 2．座位姿勢時に身体的変化を起
こす重症心身障がい児（者）は、小児期、中年期に多い
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P4-54-2 異常肢位が、日常生活に与える影響 後弓反張
の強い児の栄養注入中の体位の工夫

○
たけした る り こ

竹下 留利子、菅原 由紀、岩井 初恵、高木 良子
NHO 静岡富士病院 第2さくら病棟

【はじめに】病状により後弓反張が強く、喘鳴、肺炎を繰り返す重症心身
障害児に対し、後屈体位で、1日 16 時間栄養チューブがつながっている状
態を改善できないかと思い取り組んだ。【目的】体位の工夫によりリラッ
クスした状態での栄養注入ができる。【方法】日常の体位の工夫・注入中
の栄養の流れを知る・ポジショニングの検討・効果的なリラクゼーショ
ンを探る【結果】注入中の体位と栄養の流れをみるため、右側臥位・左側
臥位で造影剤と栄養剤を混入し時間による、栄養剤の流れを見たところ、
時間及び体位での栄養剤の逆流はなかった。ポジショニングの検討、後弓
反張に合わせた体位の保持は仰臥位に近いほど緊張がまし、腹臥位に近
いほど緊張が取れやすい。隙間の無いクッションで身体を支え腹臥位を
取ることで排痰がスムーズになり栄養の注入が可能になった。痰がらみ
は逆流性ではないと結論し注入量と速度の変更から、全体の注入時間が
短縮され訪問教育や、療育の参加もできるようになった。ポジショニング
の検討では拘縮、緊張の状況を理学療法士の協力で検討し腹臥位により
緊張時間が少なく、良眠できるようになった。【まとめ】栄養注入中の喘
鳴の出現は胃食道逆流現象によるものも多いが本症例には注入による逆
流は見られない。注入中に繰り返す喘鳴、痰がらみ、咳嗽の原因は明確で
はないが、強い緊張、側彎による呼吸障害、微細な逆流物の誤嚥が考えら
れる。体位を右側臥位にとらわれず、腹臥位、左側臥位などの楽な姿勢を
とることができた。【おわりに】今回体位の工夫によりリラックスした状
態で日常生活が送れるように取り組んできたが、これからも根拠のある
看護を目指していきたい。

P4-54-3 下肢末梢循環障害のある動く重症心身障がい
者の足浴の検討―5分で表面皮膚温上昇効果
が期待できる方法―

○
みずかみ み ゆ き

水上 美幸、前坂 恭子、安井 千栄子、山形 仁子
NHO 北陸病院 ひまわり病棟

【はじめに】重症心身障がい者は、体温調節機能の障害による循環障害が
認められる。その改善と皮膚障害防止を目的に足浴の検討を行った。足浴
の効果は、10 分～15 分といわれるが、当院の動く重症心身障がい者はそ
の間じっとしていることが困難であった。先行文献において 5分以上の
足浴が皮膚温の最高値が得られるとされている。循環障害の足浴でよく
使用される炭酸浴とアロマ浴で 5分間の足浴を実施し、重症心身障がい
者の循環障害の改善に努めることを目的に表面皮膚温の変化を確認し
た。【方法】循環障害による末梢冷感のある患者 3名に対し、炭酸浴・ア
ロマ浴を 5分間、各 6回を 3回�週、2週に渡って行った。足浴後は靴下を
着用し、足浴前・1時間後・2時間後の表面皮膚温を測定、実測値の変化
を検討した。【結果】炭酸浴・アロマ浴のそれぞれ 5分間の実施でも、ど
ちらの方法でも表面皮膚温度は実施前より 2時間後は高い値を示した。
患者 3名は全足浴が実施できた。【考察】じっとしていることが困難で指
示動作の確保ができない当院の動く重症心身障がい者においての 5分
は、思い通りにならない同一体位でいる苦痛な時間である。その 5分にお
いて、足浴が実施でき、表面皮膚温度の下降が見られない足浴は、循環障
害の改善につなげることができると考えられた。重症心身障がい者に行
う足浴は、5分の時間を精神的にどのように安定させるかが重要であっ
た。【結論】5分間の炭酸浴・アロマ浴共に 2時間経過しても表面皮膚温上
昇効果が確認できた。

P4-54-4 重症心身障害者の環境適応へのかかわり言語
的コミュニケーションと生活リズムの構築

○
は が い く み

芳賀 郁美
NHO いわき病院 看護課

【はじめに】重症心身障害児（者）A病棟において、多くの患者が長期に
わたり療養を続ける中、10 代の患者が新しく入院した。今回、入院時から
受け持ったB君の新しい環境への適応に向けた取り組みの中で、さまざ
まな言葉が引き出され、生活リズムが整った経過を報告する。【方法】対
象：B君、20 歳。てんかん、精神発達遅滞。入院時、DQ30 未満で「お散
歩」「行く」「トイレ」「出ない」など単語で意思を伝えることはできるが、表
情は暗く、拒否時閉眼してしまう。発作は間代性の重積発作を起こす。
ベッド柵を乗り越えるなどの危険行動がみられた。介入前：入院時点で
の日常生活で使う言葉の種類、入院前の生活リズム、好きな食べ物、好き
な遊びを両親から聴取。発達段階の把握。介入方法：言語的コミュニケー
ション、アイコンタクト、笑顔、スキンシップ、病院での生活リズムの構
築、活動時間に行う好きな遊びの提供。期間：平成 25 年 10 月 1 日から平
成 26 年 4 月 30 日【結果】入院数か月後頃から、笑顔とともに「おはよう」
と挨拶するようになり、単語だけの返答が「飲んでいいよ」など時には 2
語文を話すようになった。危険行動がほとんどなくなった。【まとめ】看
護スタッフ全員が意識的にプラス思考の声掛けを行い、コミュニケー
ションを図った。また、服薬調整によりてんかん発作が軽度に抑えられ
た。言語的コミュニケーションに加え、笑顔でスキンシップを行うこと
で、新しい環境に適応することができた。さらに、看護スタッフが排尿誘
導や、午睡の時間に至るまで、日課を時間で決め、生活リズムを整えたこ
とで、日中の活動・遊びの幅が広がり、生活にメリハリがついた。

P4-54-5 行動障害のある患者に対するこだわり行動の
減少にむけた取り組み

○
たけもと よ し え

竹本 幸恵
NHO やまと精神医療センター 看護課

【研究目的】行動障害のある患者のストレングス（身体面での潜在的な身
体能力、精神面での意欲）を伸ばす関わりを行い、患者の強み（日常生活
行動）を強化し、行動障害の減少につながるかどうかを明らかにする。
【対象および方法】研究対象者：A氏 30 歳台（最重度知的障害、てんか
ん）行動障害として 1ドア蹴り 2便尿失禁 3噛みつき 4汚水飲みがみら
れる。特定の発生要因はない。日常生活において、パズルやお絵かき等簡
単な作業は見守りにて可能。．研究期間：平成 25 年 9 月～平成 26 年 1
月研究方法：事例研究介入方法：1受け持ち看護師が 1回�日A氏の強
みであるパズルの関わりを行う 2介助員とおしぼりたたみ等の簡単な作
業を行う。12 の関わりを行い行動障害の発生件数の比較と、観察法による
A氏の精神状況、こだわりの出現、行動障害の出現時の状況を調査した。
【結果】・パズルに対して拒否的な反応はなく表情も良く、毎回最後まで
集中して行えた。パズルを行っている時には「できました」と看護師に対
して意欲的な言動がみられた。・取り組みによる行動障害の件数は、取り
組み実施前後が 1ドア蹴り 12→9 件 2 便尿失禁 4→12 件 3 噛みつき 3→1
件 4 汚水のみ 1→1件であった。【考察】パズルの関わりは、行動障害のあ
る患者のストレングスを伸ばす関わりにつながったと考えられる。行動
障害の件数では、介入により減少にはなっていない。しかし、行動障害の
出現が多く見られる面会時、緩下剤与薬時、生理時以外は、行動障害の出
現は少なくなり、パズルを実施中のこだわり行動の減少に結びついたと
考える。
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P4-54-6 当院における在宅支援の現状と今後につい
て～新病院の建て替えを控えて～

○
さ む ら と も や

佐村 知哉、隈元 まゆみ、菱田 恵、島崎 知美
NHO 兵庫青野原病院 療育指導室

【目 的】当院では、障害児（者）への在宅支援として、短期入所事業・
障害児等療育等支援事業・生活介護事業・放課後等デイサービスを実施
している。今回、その現状を明確化することにより、新病院の建て替えに
向けての対応を検討することを目的とする。【方 法】1 利用者数、利用
日数等の年度比較 2 新規利用者（希望者を含む）の状況 3 院内外で
の連携（会議の充実、自立支援協議会への出席等）4 制度対応【結 果】
短期入所事業・障害児等療育等支援事業・生活介護事業・放課後等デイ
サービスの利用者数・利用日数は、院内外での連携を強化する事で、平成
25 年度で過去最高であった。しかし、1 短期入所事業 利用ニーズが高
い上に、緊急利用の方が多く、受け入れ出来る人数を超え、断るケースが
増えている。2 障害児等療育等支援事業は、低年齢児の利用希望が多く、
家族が行政等に奔走している時期での、療育相談が増えてきている。3
放課後等デイサービス・生活介護事業は、短期入所事業と同様に、利用希
望が多く、断るケースが増えており、現状の利用定員数では、対応が難し
くなってきている。【考 察】新病院の建て替えを控え、短期入所事業は、
長期入院児・者が 40 人増床される中で、出来る限り、断るケースが出な
いように、病床を確保すること、障害児等療育支援事業は、保健師・市区
町村と連携をとり、より専門的な療育・福祉相談を展開すること、放課後
等デイサービス・生活介護事業は、利用定員数を 5名から 10 名に変更
し、超重症児（者）の受け入れ枠を増やすことを検討しないといけない。
その他の様々な問題も解消しつつ、今後も在宅の障害児（者）への支援に
努めたい。

P4-54-7 重症心身障がい児（者）病棟における家族と看
護師の会話に関する調査

○
い せ ま ゆ み

伊勢 眞由美、藤原 朱美、矢野 さとみ、田口 輝子、佐藤 雅喜
NHO あきた病院 北2病棟

【目的】H25 年の看護研究「看護に対する家族の満足度調査」で、重症心
身障がい児（者）病棟の家族が看護師との会話量が少ないと感じていると
報告された。その要因に何が影響しているのかを明らかにする為、会話に
関する家族アンケート調査を実施した。【方法】面会時の看護師との会話
時間・内容・接遇面を会話量と定義し、それらに関連する 5項目を 4段
階（満足の高い順に 4～1）評価した。【倫理的配慮】調査結果は本研究以
外に使用しない事、用紙は破棄する事などを口頭で説明しアンケート用
紙にも明記した。回答した事で了承がえられたと判断した。【結果】面会
時に看護師の方から挨拶・声かけがされていて、会話時間は 5分以内が
50％・10 分以内が 38％だったが満足感はどちらも同じだった。家族は看
護師との会話から患者の日常生活のことや健康状態を聞きたいと思って
いた。また、面会時の看護師の対応や言葉使いには満足していて、毎月の
誕生会ではゆっくり話せないこと・マスクをしているとどの看護師かわ
からないこと・忙しそうな看護師には話し掛けられないなどに不満感が
あった。5項目の平均を看護師との会話満足度とすると、会話満足度は 3.4
となり、平均以上の家族は 69％だった。興味深い結果として、誕生会で
はゆっくり話ができなくても満足感があり、顔なじみの看護師や受け持
ち看護師を話しやすいと思っている家族ほど満足度が高かった。【考察】
会話量には、会話時間ではなく内容と接遇が影響していた。内容では、患
者の日常生活や健康状態を詳細に伝える必要がある。接遇では、家族に不
快感や遠慮する気持ちを与ないようにマスクを外すなどの配慮が必要で
ある。

P4-55-1 一般病棟における家族からみた重症心身障害
児（者）短期入所利用の現状～満足度調査を実
施して～

○
あ ら い ま み あ

新居 舞美亜、高谷 恵子
NHO 兵庫青野原病院 第一病棟

【目的】一般病棟での短期入所利用者家族の満足度と入所に対して抱いて
いる思いを明確にし、調査結果から家族の思いを取り入れ、各部門との調
整と業務の見直しを行う。【方法】質問紙により調査。対象：短期入所利
用者家族 30 名、期間：平成 25 年 5 月 1 日から平成 26 年 1 月 30 日。【結
果】短期入所を利用して家族の満足度は 84％。継続して利用したいと答え
た人は 100％であった。しかし、利用の際に 23％の人が不安を感じおり、
不安の内容は、身体面や情緒面等様々であった。結果をスタッフ間で共有
し、改善策について検討を行い、入所手順を見直し・修正を行い、他部門
との連携を図っている。【考察】純粋なレスパイト目的での利用が可能で
ある事、家族からの意見・要望に対応している事、重症度が高く医療面に
不安がある利用者も安心して預けられる事から、家族の 84％が満足と答
えていると考えられる。また家族に突発的な問題が生じた時に預けられ
る事、他人の手に委ねることの必要性を感じている事からも 100％の人
が継続して利用したいと答えていると考えられる。しかし家庭と同じよ
うなケアや情緒面の充実は短期入所で得ることは難しく、これらの不安
に対して改善に取り組んだが、今後も他部門との連携、スタッフ間の情報
共有を継続していく必要がある。【結論】サービス全体を通して満足と答
えた人が 84％。100％の人が継続して利用したいと考えている。家族は、
不安をもちながら入所しており、不安の軽減を図るには他部門との連携
やスタッフの意識向上、情報の共有を継続して行う事が必要。

P4-55-2 九州グループ主任保育士協議会の取り組
み―保育士の資質向上を目指して―

○
こ が せ い こ

古賀 聖子1、鬼束 浩子2

NHO 南九州病院 療育指導室1、NHO 福岡病院2

【はじめに】
国立病院機構九州グループ主任保育士協議会では、九州管内の主任保育
士と保育士の資質向上を目的に様々な活動に取り組んでいる。今回、これ
らの活動の状況を述べると共に主任保育士の現状と課題について考察し
たので報告する。
【目的】これまでの取り組みの成果と九州グループの主任保育士の現状と
課題を考察する
【方法】
取り組み内容と評価、主任保育士の意見や要望を集計、分析
【結果】
保育士学習会は、「個別支援プログラムの目標、計画、記録、評価につい
て」や「療育活動の立案と実施にあたって重視したいもの」などをテーマ
に年 1回計 9回開催した。開催後のアンケートは、保育士の悩みや疑問が
詳細に記載されており、次の課題として活かせる情報となっている。療育
の質の向上に向けた取り組みでは、年 2回各施設の日中活動支援や保育
士の現状報告、療育活動に関する保育士の意識調査、複数施設間での指導
体制をとり、相互理解を深めた。キャリアパスでは、経年別に教育計画を
作成、3年前より開始した。これらの取り組みをフィードバックする場と
して年 5回会議を開催し、ある程度の効果が得られた。主任保育士の意見
では、主任保育士としての業務や役割についての悩みが圧倒的に多かっ
た。しかしながら、問題の共有や意識の統一化、相談できる場となり心強
いなど、協議会が精神的にも支え合える場となっていることがわかった。
【考察】
九州グループを 1つの組織として統一して取り組んできたことで、情報
の共有化や取り組みの統一化ができていることに一定の成果が認められ
た。今後は、保育士の資質向上と併せて、主任保育士の専門性が十分に発
揮できる環境作りが求められる。
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P4-55-3 九州管内新人保育士の教育体制の構築に向け
た取り組み

○
しのはら

篠原 しのぶ1、鶴田 美奈子2、古賀 聖子3

NHO 福岡東医療センター 療育指導室1、NHO 菊池病院 療育指導室2、
NHO 南九州病院 療育指導室3

【はじめに】
九州管内の保育士はこれまで組織的な教育体制が整っておらずそれぞれ
の施設で行っていた。その為施設格差が生じ問題となっていた。
今回九州グループ主任保育士協議会にて、九州管内新人保育士の教育体
制の標準化に向けて取り組みを行ったので課題と併せて報告する。
【目的】
新人保育士の教育体制の構築に向けた取り組みの評価と課題を明らかに
する
【研究期間】
平成 23 年 4 月～平成 26 年 5 月
【方法】1．新人保育士の教育計画作成
2．NHOが示す「ACTyナース」を参考に療育実践到達度作成
3．九州グループ全体での研修・学習会の計画・実施
4．新人保育士・主任保育士の意見の集計と分析
【結果】
1．平成 23 年度に新人保育士の教育計画案を作成し、平成 23～25 年度に
該当した 8施設で試行した。
2．平成 23 年度に療育実践到達度を作成し、平成 24 年度に試行したが新
人保育士の到達度に課題を残すことが多く、達成時期を 1年から 2年内
と変更した。
3．九州グループ室長会と共に新人研修を計画・実施した。基礎講義と講
話、グループワークを行い、また年 1回保育士対象の学習会を開催した。
「研修や学習会で同じ新人と交流できることが心強い」等の意見があっ
た。
4．教育計画と療育実践到達度を試行後、主任保育士からは「指標となり
お互い確認しながら指導することができたが、指導者側の技術や知識が
必要だと感じた」等の意見があった。
【考察・まとめ】
九州グループでの取り組みにより、統一した見解で業務にあたることが
できるようになってきた反面、指導者側の技術や知識の向上が課題とし
て出てきた。今後も保育士の教育体制を九州グループ全体で継続して取
り組んでいくことが重要である。

P4-55-4 胃瘻造設について選択を迫られた家族への支
援～二事例を通して新しい価値観の発見～

○
ご と う か よ こ

後藤 佳代子、橘 志津恵、門脇 千恵子
NHO 兵庫青野原病院 看護課

【目的】家族が胃瘻造設を受容出来ない要因を分析し、胃瘻造設に向けた
家族への効果的な関わりについて考察する【研究方法】期間：H24.7～H
25.9 対象 A氏：55 歳、キーパーソン 80 歳の母親 B氏：49 歳、キーパー
ソン姉 50 歳夫婦 家族の気持ちの変化を看護介入の経過に沿って分析
する。倫理的配慮：本研究内容を目的以外に使用しない事を説明し、承諾
を得た。【結果】A氏：胃瘻造設の ICで母親は、1後見人や金銭面、相続
問題等の不安 2食べる事の楽しみを取り、胃瘻をしてまで延命を希望し
ないと思いを表出し、胃瘻造設を拒否。1に対して、指導員・弁護士の介
入依頼 2に対して、本の提供・他児の胃瘻の処置の見学により、正しい知
識の習得、手術に対する不安の除去に努めた。行事参加中の笑顔を見ても
らい、新しい価値観の発見に努めた。5か月後、胃瘻造設希望される。造
設後「行事でよく笑う姿を見て、してよかったです」と話される。B氏：
胃瘻造設の ICで姉は、1食べる事が楽しみなのに、時間をかけたくない
看護師の都合なのではないか 2亡き両親の思いを表出し、胃瘻造設を拒
否。1に対して摂食時間・むせの回数・SPO2 等、客観的な情報を提供。
学校生活で楽しむ姿を見てもらい、新しい価値観の発見に努めた 2に対
して親からの思い、姉妹としての思いの葛藤を傾聴。3か月後、胃瘻造設
を希望される。造設後「食べる事に拘っていたのは私達だったのかもしれ
ない。熱が出ず、笑顔で学校に行けてよかった。」と言われる。【結論】今
回胃瘻造設を受容出来ない家族に対し、障害受容のプロセスの段階を理
解し、看護介入をする事により、家族が新しい価値観を発見出来た事が受
容に繋がったと考える。

P4-55-5 ホスピタルアートディレクターとの協働プロ
ジェクト―持てる力に輝きを―

○
たかはし じゅんこ

高橋 純子1、吉田 勝美1,2、小西 みどり1、
他療育指導室 スタッフ1、森 合音2

NHO 四国こどもとおとなの医療センター 療育指導室1、
ホスピタルアートディレクター2

【はじめに】重症心身障害病棟の利用者は、療育の中で作品制作に取り組
み、作品展に出展することで一定の満足感を得ていた。今回ホスピタル
アートディレクター（以下アートディレクターとする）との協働により利
用者の活躍できる場を提供し成果を得たので報告する。【目的】・利用者
の意欲を引き出し、目的意識を持った制作活動を行う。・ホスピタルアー
トの一端を担うことで、社会参加を実現し達成感を味わう。・来院された
方々に癒しや和みを提供する。方法「循環する物づくり」をコンセプトに、
アートディレクターより依頼を受けた制作や療育で作成した作品等を
アートディレクターの手で病院のアートとして使用・展示する。【実施】
内容・ハートプロジェクト参画 ・お餅つきで鏡餅 ・外来廊下に作品
展示 ・屋上庭園日傘プロジェクト参画 【まとめ】 プロジェクトが実
現したのは、アートディレクターが利用者の「力」とスタッフの「想い」
に注目し、多くの機会を提供したからである。利用者の「持てる力」に私
たちスタッフが手（想い）を加えることで更に大きな輝きをもたらし、ひ
とつの「形」へと導くことができたのではないか。その「形」はアートディ
レクターの手によって病院のアートとして更に輝きを増し、来院された
方の目に留まっている。利用者も自分の作品が「新たな形」となり社会参
加という意義を持つことで、より大きな達成感が得られ、次に向けての意
欲へと繋げていくことができた。今後もホスピタルアートの一端を担い
利用者が療育を通じて「生きがい」や「喜び」を見出し、又利用者と社会
を繋ぐ架け橋となるようアートディレクターと協働し支援していくこと
が、私たちの役割であると考える。

P4-55-6 利用者のニーズに沿った外出支援の取り組み
（外食支援・お墓参り支援）

○
し も じ よ う こ

下司 洋子、興梠 直美、石橋 純子、秋山 仁美、大藤 祥子、
藤井 鈴子

NHO 南京都病院 療育指導室

【はじめに】当院、重症心身障害児（者）病棟において利用者、家族のニー
ズを把握し、職種間で検討を重ね個別的な支援を行っている。事例 1は近
隣にあるファミリーレストランから招待を受けた。利用者のニーズを把
握し家族と調整の基メンバーを決定し企画を行った。事例 2は、亡き母の
お墓参りの企画を行った。外出先は異なるが利用者のニーズに沿った支
援を実施したので報告する。【目的】・外食体験を通し家族と楽しいひと
時を共有する。・家族を大切に思う気持ちを受け止め亡き母及び先祖の
お墓参りの支援を行う。・地域の方々とふれあい、関わることにより理解
と社会性の拡大を図る。【方法】・計画書の作成：日程、諸費用、担当職員、
家族人数・レストラン、寺院との連絡調整。・交通手段、料金などの検討。
家族、成年後見保佐人との調整。【事例 1】・車椅子移動：6名 歩行可
能：1名 自力摂取：5名 全介助：2名・食事形態；刻み食、普通食【事
例 2】・寝たきり。車椅子移動。日常会話による意思疎通可能。文字の認識
は不可。【結果】・気兼ねなく外食が実現し家族の喜びとなった。地域の
方々との交流の場となり地域社会とのつながりに発展した。・墓参りは
自分の思いが達成し亡き母の供養となり、将来的な供養必要な手続きが
できた。【考察】外出支援は個人の体力、発達機能面などの確認を行い利
用者、家族にとって地域に出ることの喜び、楽しいひと時を地域の方々と
共有できる機会と考える。身寄りのない Sさんは成年後見保佐人を心の
支えとし外出することが生きる力になると考える。利用者及び家族の高
齢化があり、外出支援にはより周到な準備、計画が必要となるが継続し実
施していきたい。
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P4-56-1 国立病院機構における重症心身障害児・者通
所事業の実態調査

○
しもかわ さ と し

下川 誠之、村山 知生、中村 智子
NHO 福岡病院 療育指導室

【目的】通所事業を実施している国立病院機構施設を対象に、平成 24 年
度、平成 25 年度に実態調査を行い、新制度下での通所事業の課題等を検
討する。【方法】国立病院機構 29 施設を対象にアンケート調査を実施した
（回収率 100％）。【結果】一日の利用定員数を、平成 25 年度に変更してい
る施設は 4施設であった。利用時間数は、平成 24 年度は 5時間と 6時間
の施設が最も多く 8施設であったが、平成 25 年度は 6時間の施設が 11
施設と最も多かった。職員配置については、看護師と児童指導員の専任配
置の施設数が、微増していた。利用登録者数の割合は、平成 25 年度に放
課後等デイサービスの割合が増加していた。医療ケアについては吸引・
胃瘻・腸瘻・気管切開・人工呼吸器の利用者の割合が増加傾向にあっ
た。また、超重症児者と強度行動障害該当者も、増加傾向にあった。通所
手段については 2年間とも自家用車のみが最も多かった。準・超重症児
者の通所手段も同様であった。利用状況は、一日平均利用者数は横ばい傾
向であった。また、2年間ともに、準・超重症児者が 20％以上の施設の欠
席率が高かった。【考察】利用定員数の変更については、新制度下では利
用人数が収支に影響するため、法制化後 1年の状況をみて定員を調整し
ていると考えられた。利用登録者の割合では放課後等デイサービスが増
加しており、学齢児の需要が高いことが伺えた。通所手段は依然として自
家用車が多く、通所事業を行う国立病院機構施設の今後の課題といえる。
準・超重症児者が増加傾向にあり、医療スタッフの配置増が求められる
が、一方で経営面での安定化を図るためにも超重症児者加算等の設定が
望まれる。

P4-56-2 看護師・療養介助職とのチーム体制の確立に
向けた取り組み

○
は ら だ え み こ

原田 恵美子、大野 康子、井樋 三幸
NHO 福岡病院 看護部

【目的】A病院では、看護師はチームナーシングおよび主治看護師体制を
とっているが、療養介助職は看護師のチームに入らず単独で業務に当
たっていた。そこで、平成 24 年より看護師・療養介助職とのチーム体制
へと変更し看護及び介護の充実を図ることに取り組んだので報告する。
【方法】1．療養介助職にも受持ち患者を設定し、病棟の患者配置ボードに
明示する。2．日々の担当設定を看護師と同様にチーム分けを行う。3．時
間軸に沿った業務中心にならないよう患者の情報を共有できるようチー
ムカンファレンスに参加する。ケアは、チームの看護師と一緒に行う。4．
受け持ち患者の介護計画を立案する。5．受持ち患者のカンファレンスに
は積極的に参加する。【結果・考察】1．療養介助職が看護師と同様にチー
ムに入り行動するようにしたことで、チームの患者や、看護師の行動を意
識しながら関わるようになった。2．ケアの方法が具体化し個別性に応じ
た援助ができるようになった。3．介護計画作成時やカンファレンス時に
主治看護師との意見交換が増え、発言が積極的になった。4．経過記録が
患者の状態反応をふまえた記述になった。【課題】療養介助職がメディカ
ルスタッフの一員として役割を持ち、看護師との連携も積極的に取れて
きている。介護実践をどのように評価していくのか課題を感じているが、
平成 26 年度療養介助専門員新設にあたりその専門性の向上にむけた役
割の自覚と意識の変化が期待できる

P4-56-3 療養介助専門員の能力向上にむけた教育プロ
グラムの構築

○
い ひ み ゆ き

井樋 三幸
NHO 福岡病院 看護部

【目的】A病院は療養介助職創設以来 27 名を配置している。これまでその
役割と業務の明確化、質の向上にむけた院内教育を行ってきたが、今年度
療養介助専門員の新設にあたり、専門性向上にむけた教育の重要性が求
められている。そこで、療養介助職の教育ニードと学習ニードを基に今年
度の教育プログラムを構築し療養介助職が意欲的に研修参加できるよう
に取り組んだ。【研究方法】1．研究対象：A病院で勤務する療養介助職
27 名 2．研究方法 1）A病院の療養介助職の教育ニードと学習ニードを分
析 2）療養介助専門員に求められる教育内容をふまえた教育プログラムの
作成 3．研究期間 平成 25 年 2 月～平成 26 年 2 月【結果・考察】療養介
助職の教育は 27 名に対して 3コースを設定しておりほぼ全員が参加し
ている。根拠に基づいた実践のために研修参加の必要性を認識している
ものも多く意見交換等活発に行われている。特に過程展開については難
しいと感じているが、患者の情報、介入による変化をとらえて経過記録に
残すことができるようになっている。学習ニードは、過程展開、急変時対
応については高得点領域にあり、研究・成果の活用・業務改善は看護師
よりも高かった。また、「専門職としての役割を果たす」「主体的な学習者
としての専門職者としての発達を志向する」教育ニードが高い。療養介助
専門員に求められる教育内容と合致する結果であり、教育プログラム作
成にあたっては、組織の中での専門職としての役割の自覚、実践活用でき
る事例展開、現状の課題と看護師との連携に焦点をあてて教育プログラ
ムを作成した。教育の目的・目標について理解し全職員が主体的参加と
学習意欲の向上が見られた。

P4-56-4 重度知的障害のある自閉症患者の環境適応の
プロセスと要因の検討

○
よしむら ち な

吉村 千奈
NHO やまと精神医療センター 看護課

【研究目的】自傷行為がありベッドなど自室に置けず、床にマットを敷い
て寝ていた重度知的障害の患者がベッドを使用するという環境に適応す
るプロセスと適応できた要因を明らかにする【研究方法】事例研究 1．患
者紹介：A氏男性 40 歳代自閉症 10 代の頃より拒食や暴力行為・自傷行
為が見られたため昭和 53 年当院入院となる。入院当初より自傷行為が見
られたためマットを使用して就寝していたが、平成 24 年に膝蓋前滑液包
炎（以下膝蓋炎）を発症し治療目的でベッドを使用する事となった。A
氏は物に執着し手に持ったものを並べるというこだわりがある。2．研究
期間：平成 24 年 10 月から 12 月の 2か月間 3．倫理的配慮：研究対象者
は知的障害がある為、後見人に書面で承諾を得た【看護の実際】膝蓋炎の
治療の為ベッド上拘束をすることとなった。長年ベッドを使用せずに生
活していたA氏にとってベッド上での拘束が苦痛の対象にならないよ
う、A氏の好きな事（ぬり絵や折り紙等）を積極的に取り入れ拘束時間を
夜間のみにしていった。また自閉症の特徴である時間や物へのこだわり
については、ベッド以外の環境や日課を変更することなく関わった。体調
が良い日は自ら物を貸してほしいと訴えることがあり、看護師付き添い
のもと物を並べるなどのこだわりもしてもらった。【考察】拒否行動や危
険行為なくベッドを導入できたのは夜間のみベッド上拘束で安静保持を
したこと、A氏の好きな遊びやこだわりを取り入れることにより、A氏に
とって過ごしやすい環境を提供できた為と考えられる。また、日中の活動
をベッド上では行わなかった事によりベッドが寝る所であるという意識
付けができベッドのある環境に適応できたと考えられる。
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P4-56-5 重症心身障害児（者）病棟における行事食の取
り組みについて

○
なかにし ひろし

中西 寛、小松 勇、下村 収、杉内 茂春、蓼原 正嗣、
嶋崎 建輔、永野 由香里、吉田 沙織

NHO 高知病院 栄養管理室

【はじめに】当院の重症心身障害児（者）病棟では、季節ごとの行事や病
棟調理などのイベントで行事食の提供を実施している。しかし、摂食・嚥
下機能障害がある患者も多く安全面での配慮を意識するばかりに食事内
容はマンネリ化、新しい食事の取り組みを始めることが少なくなってい
た。食べることを楽しみにしている患者の思いに応えるべく、栄養管理室
では「安全でおいしい、さらに楽しさがいっぱいに溢れる食事」をめざし
行事食に取り組んだので報告する。
【目的・方法】平成 25 年度より各病棟の特徴に合わせた新メニュー考案
のため、栄養士・調理師でミーティングと試作を行ってきた。提供にあ
たっては事前に看護部および療育指導室、その他関連部署に確認し提供
をした。また、重症心身障害児（者）病棟勤務の看護師に行事食に関する
アンケート調査を実施し評価を行った。
【結果】平成 25 年 4 月の取り組み開始から平成 26 年 5 月までに計 10 回
の行事で 44 種類の新メニューを提供することができた。病棟調理では
キャラクターの顔をケーキで表現するなど目で見て楽しみ、摂食・嚥下
機能障害のある方でも食べられるメニューは非常に好評であった。病棟
看護師へのアンケート結果では、行事食が変化していると感じているの
は 62％、行事食に対して 66％が満足・やや満足と感じていることが分
かった。
【結論】患者および他部署スタッフより高評価を得ることができたと考え
る。今回の取り組みにより、栄養士・調理師ともに食のプロとしてのモチ
ベーションを上げ、今後の患者サービス向上への活力に繋げることがで
きた。今後も患者の笑顔のために、患者と一緒になって楽しめる行事食の
提供を目指していきたい。

P4-56-6 重症心身障害病棟における個別支援計画の一
考察

○
さ さ き と も や

佐々木 智也、中山 あき、沖 朝日、岡野 恭子、吉田 勝美
NHO 四国こどもとおとなの医療センター 療育指導室

【はじめに】国立病院機構の重症心身障害児（者）病棟に施設支援計画が
平成 18 年より導入された。また平成 24 年から療養介護サービスを利用
する重症心身障害者は個別支援計画、障害児入所支援（指定医療機関）を
利用する重症心身障害児については、入所支援計画が必要となった。また
サービス等利用計画の作成対象者が拡大され、順次療養介護サービスを
利用する重症心身障害者も作成することとなっている。本報告では、（1）
施設支援計画、個別支援計画・入所支援計画の定義及びその内容につい
て確認をおこない整理をする。また（2）サービス等利用計画が導入され
ることによって個別支援計画の内容、特に利用者の希望の変化の有無等
について比較したい。【目的】施設支援計画と個別支援計画、入所支援計
画及びサービス等利用計画についてその定義等を確認するとともに、
サービス等利用計画導入による個別支援計画への影響について考察し、
課題を提示する。【方法】1．施設支援計画、個別支援計画、入所支援計画
の法律の定義等を整理を行う。2．四国こどもとおとなの医療センターに
おける施設支援計画とサービス等利用計画前後の個別支援計画について
その内容特に本人・保護者後見人の希望の変化の有無等について比較を
おこなう。【まとめ】以上の目的、方法により今後サービス等利用計画が
全利用者へ導入されていく中で、改めて重症心身障害児（者）の個別支援
計画のあり方を模索したい。

P4-56-7 多機能型通所支援における日中活動支援のあ
り方

○
かたぎり ゆ か

片桐 有佳1、林野 このみ1、坂本 恵1、内田 則彦2

NHO 甲府病院 療育指導室1、NHO 甲府病院 小児科2

［はじめに］当院通所支援事業「ひまわり」は、多機能型通所支援事業と
して、生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービス授業終了後を実
施している。開所時から段階的に利用者が増えていき、年齢に合った療
育・保育活動の提供や、個別性を考慮したかかわりが不足し、課題となっ
た。そこで、利用者本人や家族の希望も取り入れながら、日中活動のあり
方の検討、保育士業務の整理を行い課題の解決に向けて取り組んだので
報告する。［目的］個々の状況に合わせた療育・保育活動の取り組みに向
けて保育士業務を見直す［期間］平成 25 年 6 月～平成 26 年 10 月。［方
法］・家族へのアンケート調査の実施。・家族からの要望の抽出。・個別
的なかかわりの計画立案。・保育士業務の改善に向けた取り組み。［結
果］・家族からの要望を取り入れ開所時間を変更した。・開所時間が伸び
たことで活動の時間枠が広がり、年齢に合わせた活動の展開ができた。・
個別的かかわりに対する保育士の意識が変わり、個別支援計画に反映さ
れるようになった。

P4-57-1 レビー小体型認知症とアルツハイマー病にお
ける認知機能、精神症状・行動障害、VSRAD
advance の比較

○
こばやし のぶちか

小林 信周、芹山 尚子、荒井 宏文、深瀬 亜矢、三浦 士郎、
吉田 光宏、坂本 宏

NHO 北陸病院 第2精神科

【目的】DLBはADと比較すると、 初期の段階では記憶障害は軽微だが、
注意障害や視空間障害などが目立つ。注意や認知機能の変動、幻視、パー
キンソニズムはDLBの中核的特徴だが、病初期より明らかとは限らず、
進行すると記憶障害や失見当識もADと区別が困難で、MRI 上も特異な
所見はない。しかし、薬剤過敏性や症状や経過などDLBではADとは異
なる治療やケアが求められる。本研究では、DLBとADについて、認知
機能、精神症状・行動障害、海馬傍回の萎縮を統計的にスコア化した
VSRAD advance の Z値を比較検討した。【方法】対象者は、2011 年 4
月から 2013 年 6 月までの期間に、当院認知症疾患医療センターを初回利
用し、CDR、MMSE、HDS�R、ADAS�J cog．、IADL、NPI�Q、VSRAD
advance を施行された、MCI�ADまたはADと診断された 51 例（78.4±
7.0 歳）と、MCI�DLBまたはDLBと診断された 21 例（76.5±7.1 歳）で
ある。比較には対応のない t検定またはMann�Whitney の U検定を用い
た。【結果】両群間でCDR、年齢、教育歴、罹病期間に有意差は認められ
なかった。VSRAD advance の Z値はAD2.26±1.04 が DLB1.75±0.84 よ
り有意に高かったが（p＜.05）、MMSE、HDS�R、ADAS�J cog、NPI�Q、
IADLで有意差は認められなかった。【考察】VSRAD advance の Z値の有
用性が示唆されたが、さらに症例を集め、各評価尺度の下位項目や
VSRAD advance の各指標の結果も報告したい。
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P4-57-2 精神科急性期病棟におけるクライシスプラン
を活用した退院支援～症状再燃による危機的
状況の発生予防～

○
やまもと じゅんこ

山本 順子、北山 愛、佐々木 佳子、阿部 芳美、沼尾 信治、
中村 みゆき

NHO 花巻病院 さくら病棟

【はじめに】本事例は、精神科急性期病棟において長期の病歴を有し、入
退院を繰り返している統合失調症患者（30 代男性）に対し、クライシスプ
ランを用いた患者および家族に対する退院支援を行った症例である。疾
病理解が深まり、退院後もクライシスプランを用いた継続看護につなげ
ることができ、またクライシスプランの一般精神科医療への般化につい
ての学びが得られたためここに報告する。【看護の実際】病状安定後に疾
病教育を実施。疾病教育終了後にクライシスプラン作成に向けての多職
種面談を複数回実施。症状が悪化した際に段階的にどのような言動や考
えが発現するのか、またその際の自身や第三者の対処行動について具体
的な内容を抽出した。その後、家族からの提案や要望を取り入れてクライ
シスプランを修正後に退院となる。退院後も家族や訪問看護師とクライ
シスプランを用いた病状チェックを継続的に行っている。【考察】クライ
シスプランを用いることにより患者および家族の疾病理解が深まり、退
院後も継続した疾病教育や病状把握のツールとして用いることで、継続
治療の共通化につながると考える。作成したプランは入院中に関係する
スタッフとともに、退院後に関係するスタッフとも共有する必要がある
が、退院後も同様に退院後に関係するスタッフとともに、病棟スタッフ等
も交えて継続したフォローをする必要がある。それにより、入院中の様子
と比較することにより病状評価がしやすい、クライシスプランを作成し
た過程で構築された本人や家族との治療関係を継続治療にいかしやすい
等のメリットが考えられ、退院後も他職種において定期的に評価する場
を設けるなどのフォローが必要である。

P4-57-3 対象行為の振り返りに抵抗を示す医療観察法
病棟入院患者に対する関わりの一事例

○
にしうら くにひこ

西浦 邦彦、牧野 英之、荒木 学、山本 克子
NHO 榊原病院 看護課

【目的】医療観察法病棟に入院するA氏は対象行為について振り返りに意
味がないものと捉えており内省深化に困難が生じていた。しかし、スタッ
フとの関わりの中で対象行為の振り返りに対する意味を見出す事ができ
た。これらの一連の過程を考察する事により、対象行為についての振り返
りに抵抗を示す医療観察法病棟入院患者への看護師のアプローチの示唆
を得る。【方法】X病院の精神科医療観察法病棟入院中のA氏の経過記録
から、A氏の言動とスタッフの関わりを経時的に抜粋する。得られたデー
タの中のA氏の変化と看護アプローチを振り返り検証する【結果考察】
A氏は、他患者との交流を通して、他患者と自分を対比するようになり、
自分だけ治療が進んでいかないと感じることにより焦りを生じていた。
このような不安な中、都度スタッフがA氏の不安に寄り添い、時にはア
ドバイスを送ることにより今後の治療を行っていこうという大きな変化
に繋がった。また、A氏は自身のコミュニケーションに対する苦手意識を
持っていたため、積極的に他者に相談することが出来ていなかった。A
氏からの話に対しては、相談できていることを支持していった。つまり、
スタッフに話をするというA氏の行動に対して正のフィードバックを
行い、相談することの行動を強化するとともにコミュニケーションに対
する自己効力感を向上させていった。そのことにより、安心できる援助関
係を実感することに繋がっていったと考える。そしてこのような看護師
との関わりこそが、対象行為についての振り返りに抵抗を示していた患
者に対する看護アプローチとして大切であると考える。

P4-57-4 服薬中断プログラムに関わった看護師の意識
調査―インタビューによる感情面の明確化―

○
か ま き ゆ か り

鎌城 有香里、山崎 瑞恵、坂口 絵里、瓶田 貴和、田中 留伊
NHO 小諸高原病院 看護課

【はじめに】当病棟では服薬中断プログラム（以下、服薬中断 Pとする）を
実施している。対象者に関わる看護師は、服薬アドヒアランスの向上等、
治療効果への期待がある一方で病状悪化も想定される為、不安や恐怖の
感情も抱くと考えられる。看護師の感情を明確にすることは、治療者が体
験する逆転移の有無が明確になる。その内面を洞察し、意識的に対象者と
関わることは、有効な治療関係を構築できるのではないかと考えた。【目
的】服薬中断 Pに対する看護師の感情を明らかにする【方法】医療観察法
病棟看護師 9名にインタビューを実施し、質的帰納的分析を行う。【結果】
インタビュー内容をコード化し、21 のサブカテゴリー、8つのカテゴリー
に分類された。カテゴリーの内容は、「精神科看護の経験から服薬を中断
することへの驚き・戸惑い」「対象者が病状悪化するのではないかという
恐怖」「対象者の薬物療法に対する意識変化への期待」「対象者の気持ちに
寄り添いたい思い」「受持ち看護師が対象者と信頼関係構築が出来ていな
い病棟看護師の困惑」「多職種で意見交換ができる場所・雰囲気がある心
強さ」「対象者と看護師が同じ考えで実施できる嬉しさ」「服薬中断しても
病状があまり悪化しない経験をした安心感」の 8つであった。【考察】看
護師は、服薬中断 Pへの不安、恐怖等の陰性感情や倫理的な葛藤を持つ一
方で、対象者の薬物療法への意識変化の期待や対象者と共に健康な生活
の実現を目指したいという感情がある。その感情は、看護師にとって服薬
中断 Pを実施していく内的動機付けとなり、また対象者の薬物療法に対
する意識変化は、看護師自身の自己効力感が高まることが示唆された。

P4-57-5 精神疾患で糖尿病のある患者の健康意識への
アプローチ～施設への退院に向けて～

○
さくらい あ き こ

櫻井 亜希子、右田 悦子、相馬 清美
NHO 小諸高原病院 精神科 亜急性期病棟

［事例］60 歳代 女性 統合失調症 18 歳で発症、当院で通院加療をしてい
たが、3年前から入退院を繰り返し平成 21 年 4 月から現在 15 回目の入院
となる。2型糖尿病（FBs113mg�dl）があり、食事療法中（1400kcal）。体
重 71.8kg。家族（父・弟・妹・娘）はいるが娘は拒否、父は高齢で自宅退
院は困難。可愛らしい物を好み、綺麗なスカート着用を希望している。今
回、退院に向けて健康統制感尺度※（以下、尺度）を評価した上で意欲向
上に繋がる支援を行ったので報告する。※堀毛による日本版HLC［看護
の展開］面接により「自宅に帰りたい」「体重を減らし綺麗なスカートを履
きたい」という希望を知り、そこに焦点を当てた間食自己管理（以下、間
食管理）支援を決定した。尺度結果は P23 点＞I19 点＞F15 点であった。
健康の帰属意識は、専門職の影響 Pが最も高かった。そこで、栄養士によ
る栄養指導を、看護師・精神保健福祉士による買い物や外食等の社会性
の面で関わった。また、患者自身 Iに対して看護師が間食管理を支援し
た。間食管理は、3日分から始め 1ヶ月間継続出来た際、「自己管理出来れ
ば退院出来るかな」という発言があった。1週間分では 6日目に困難が生
じ、一緒に方法を見直すことで継続できたが、2週間分で精神症状が現れ、
自己管理を中止することとなった。体重は初め僅かに減ったが精神症状
の憎悪に伴い元に戻った。更にジプレキサ増量の過程で間食量が増え血
糖値の増加を認めた。［考察］完全な自己管理には至らなかったが 1週間
分の間食管理の成功体験が自信となり退院に対して意欲的な発言が聞か
れた。入院が長期化している患者には本人の思いに添い、繰り返しアプ
ローチする積極的な医療者の姿勢が重要である。
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P4-57-6 患者と看護師の認識調査を通して精神科にお
ける環境整備の在り方を考える

○
わたなべ もえ

渡邊 萌、岩田 幸恵、辻 操、並木 容子
NHO 東尾張病院 看護課 5病棟

【目的】慢性期開放病棟の入院患者と看護師の病棟内環境に対する認識を
明らかにし、環境整備の在り方を考察する。【方法】病棟看護師 13 名患者
22 名に対して、病棟内環境の現状、思い、理想の三項目の半構成的面接を
実施。KJ法を用いて質的内容分析を行った。【結果】患者は、主にベッド
周囲の生活空間が不潔・整理されていないと感じていた。看護師の環境
整備に対し、拭き掃除や汚物処理という認識が多く、生活空間を調整して
いるという認識は薄い。患者自身では片付け方法が分からない、面倒、精
神症状によって行えない等の意見があった。しかし、自分でもできるよう
な物品やアメニティの配置を望んでおり、看護師に介入を依頼しやすい
態勢を求めていた。看護師は、安全な環境面の意識が最も高い。患者のプ
ライベートな空間の介入へは、妄想の対象になる事や反感に恐れを抱い
ていた。また担当看護師の看護観を優先する傾向もあり、介入に消極的で
あった。しかし環境整備の必要性についての意識は高く、特に患者と共に
実施したいと考えていた。【考察・結論】看護師は各々の感情や考えから
生活空間への介入を躊躇い、安全面の環境整備が中心となっている。しか
し患者は、直接的あるいは間接的な看護師の介入を望んでいることから、
生活空間へのアプローチが必要である。病棟の環境整備として患者と看
護師が共に生活空間を見直すことで、看護師は介入への躊躇いが軽減し
患者のサポートができる。患者にとっては介入を依頼しやすい態勢にな
ると考えられる。環境整備は精神科では単に環境を整える行為ではなく、
生活スキルの向上や人格を保持する意味を成す為、患者と看護師が共に
取り組む事が大切である。

P4-57-7 医療観察法で入院している患者家族を対象に
した家族教室の実態調査～参加家族の増加を
目指して～

○
い と う ま さ み

伊藤 正美、井上 純一、宮園 美千代、伊藤 一生、大竹 紫、
笹木 紀男、岡田 優子、山畑 直美

NHO 東尾張病院 看護課

【目的】当院では複数の患者家族を集め、医療観察法や病気の説明、患者
への対応の教育を行い、罪を犯した精神疾患患者の家族という環境に置
かれた不安な気持ちや困っていることを分かち合うために家族教室を
行っている。現在 3～4名の患者家族の参加しかみられないため、参加人
数を増やすことを目的に実態調査を行った。【方法】2014 年 2 月時点で医
療観察法にて入院している患者家族 28 名に対して、家族のニーズを把握
するためにアンケートを実施した。【結果】17 名から回答があり、内訳は
家族教室に参加したことのある人 7名、参加したことのない人 10 名で
あった。両者を比較したところ家族の背景や入院前の患者との関わりの
密度は参加率に影響がなかった。講義の内容に関しては全ての項目にお
いて興味があると挙げた人が多数占め、興味がないと挙げた人はいな
かった。13 名が継続を希望し、興味がない人はいなかった。参加したこと
のある家族からは他の患者家族の話が聞けて良かったなどの評価があっ
た。参加していない理由は仕事や家の用事が忙しいことをあげた人が 4
名、病院が遠方であるが 3名であり、参加する意義がわからないや参加を
勧められていないことをあげた人は少数ではあるがみられた。【考察】今
回のアンケートの結果より患者家族は、家族教室の必要性を感じている
事がわかった。また参加したことのある患者家族の評価から、ピアサポー
トは有効に働いていると思われた。よって参加する意義がわからない、気
が重いなどの心理的要因をあげた患者家族に対して、このような良い面
をチラシなどで視覚的に働きかけたり、担当MDTからアプローチする
ことにより参加家族は増えるものと考える。

P4-58-1 禁煙に向けて対象者参加型のグループミー
ティングを取り入れて

○
ふくしま せ り の

福島 せり野、嘉数 江美子、中村 信、家元 秀昭、
嶋田 由香子、水上 礼子

NHO 北陸病院 医療観察法病棟

研究目的：医療観察法病棟入院中でかつ、喫煙中の精神障がい者へ対象
者参加型のグループミーティング（以下ミーティング）を実施し、喫煙に
関する発言の変化を明らかにする。研究方法：喫煙中の対象者 6名に対
し、ミーティングを 8回実施。禁煙を押しつけずに、対象者の言動に応じ
て内容を追加した。煙草に関する発言を抽出し、ミーティング前後での変
化を分析した。また、TDSニコチン依存度テスト（以下TDS）を前後で
実施し、合計点を比較した。結果：ミーティング 1回目は「禁煙は残念」
など消極的な発言があった。回を重ねる中で、禁煙の具体的方法に関する
発言があった。また、ミーティング 5回目以降は、禁煙中のストレス対処
法や禁煙治療に興味をもち、自分なりのストレスの対処法を述べること
ができた。ミーティング 6回目にお試し禁煙を提案し、全員成功した。対
象者の中に 2名が途中で不参加になり、TDSを開始時・終了時両方実施
できたのは 3名であった。TDSは、2名の点数が増加した。考察：初めは
禁煙に消極的であったが、禁煙という目標を共有し、対象者参加型のミー
ティングをすることで、禁煙に向けて具体的な方法を考えることができ、
意欲の変化を認めた。しかし、TDS得点がミーティング後に増加してお
り、禁煙行動が具体化されることで依存度が高まった可能性も考えられ
るが、お試し禁煙には全員が精神症状を悪化させることなく成功でき、仲
間意識や思いの共有が影響したのではないかと考えられる。結論：ミー
ティングを取り入れることで、喫煙に対して前向きに考えることができ、
禁煙後のストレス対処法を考える機会となった。

P4-58-2 急性期総合病院における気分障害による抑う
つ症状のある患者への関わり～タイダルモデ
ルを使用して～

○
ひがし ち づ る

東 千鶴、久木元 円香、岡 成美、清田 峰子
NHO 熊本医療センター 看護部

［はじめに］A病院の精神科は、急性期であり入院期間が短い。看護師は
限られた時間の中で関わりを持つよう心掛けているが個人の考えや経験
年数によって関わり方に違いがあり、統一した関わりが出来ていない。ま
た、患者の思いを引き出す事がなかなかできないというジレンマを感じ
ている。そこで、タイダルモデルを使用して患者の問題の明確化と関わり
について検討した。［用語の定義］タイダルモデルとは、患者の経験や気
分に焦点をあて、患者の必要性は何か看護師はどうアプローチしたらよ
いか患者とともに考える精神科看護モデル。今回は、在院日数が短い当院
に合わせ一部シートの変更を行った。［方法］タイダルモデルを使用して
患者面接を 3回行う。1回目は問題の明確化、2回目は問題対応の過程、
3回目は退院後の生活について焦点をあてた。［結果］1回目面接では入院
までの振り返りを行い、患者自身の言葉で問題を明確にすることができ
た。2回目面接では問題解決に向けて患者自身が行動できているがそれに
気づけていない点を取り上げ、物事を肯定的に捉えることができるよう
な関わりを行った。3回目面接では、再度物事を肯定的に捉えることがで
きるような関わりを行い、患者自身が退院後の生活への目標を設定する
ことができた。［考察］タイダルモデルを使用し面接を行ったことにより
患者の思いや抱えている問題を明確にでき、気持ちを整理しやすくなり
目標設定や問題解決のための行動をとるきっかけにつながったと考え
る。認知の歪みにより自分自身の気持ちや行動の変化に気づいていない
患者に対して、物事を肯定的に捉えることができるような関わりが必要
であることが明らかになった。
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P4-58-3 暴力行為のある強度行動障害患者に行動療法
を実践して

○
せきぐち み ゆ き

関口 美幸、高橋 絹子、小田島 明美、内舘 博子、高橋 當子
NHO 花巻病院 看護課

【はじめに】A氏はこれまで授産施設や精神科病院で暴力によるトラブル
が多く、A院入院後も自分の思いを制止された時などに病棟スタッフや
他患者に暴力行為を繰り返していた。当病棟で取り組んでいる行動療法
で暴力が減少出来るのではないかと考え、日常生活の中で関わりが多く
暴力行為に発展しやすい排泄場面に焦点をあて取り組んだ経過を報告す
る。【方法】正の強化子として、日中トイレへ行きたいと訴え排尿、排便
があった時ご褒美シールを貼り、貯まったら好きな音楽を聴く。負の強化
子として、暴力行為があった時は面接を行い暴力の経緯を聞き、その後一
定時間距離をとるため計画的無視を就寝時まで実施した。【結果】自分か
らの訴えが少なくシールを貯めれない状況が続き、強化子の成功体験を
させるためシールの枚数を変更したりプリンを付加すると、トイレの訴
えが多くなり音楽を聴く回数が増えた。しかし、プリンが食べられない時
に暴力行為が一時増えたが行動療法開始前に比べ暴力の回数は減少する
ことができた。【考察】強化子にプリンを付加した事で暴力行為が増えた
のは、強化子を使うタイミングが統一出来なかった事が要因であった。重
症心身障害児（者）の場合は理解力も乏しいためルールを簡素化し統一し
た関わりをしなければ困惑させてしまう事となる。正の強化子により楽
しく過ごす時間を持つことができ、また自分の思いや日常会話を話す
きっかけとなりコミュニケーション能力を高める事ができた。暴力時に
は負の強化子で寂しさを実感する事により、楽しい時間を失う事が辛い
と思うようになった事で、「暴力＝関わって貰えない事」を学習し暴力を
減少する事ができたと考える。

P4-58-4 アンガーコントロール活用による5年目まで
の看護師の怒り軽減の有効性

○
さ と う かおる

佐藤 薫、清水 美津子、脇田 順子
NHO やまと精神医療センター 1－1病棟（急性期精神科） 看護師

【目的】精神科看護師は、幻覚や妄想の対象となったり行動制限によるス
トレスからの暴言・暴力の対象となったりすることがあり、患者に怒り
の陰性感情を抱くことがある。本研究では、看護師を対象にアンガーコン
トロールを活用することで怒りが軽減するのか有効性について明らかに
したいと考えた。【研究方法】対象：A病院の 5年目までの看護師 19 名。
期間：平成 25 年 8 月 27 日～10 月 7 日 方法：1．アンガーコントロール
について紙面資料で説明。2．アンガーコントロールを 1か月実践。怒り
の場面での気持ちと怒りの温度、対処した方法、また対処後の怒りの温度
についてアンガーダイアリーに記録（以下記録）してもらう。3．終了後
にアンガーコントロールの怒り軽減の有効性についての自記式質問紙調
査を行う。【結果】アンガーコントロール実施前後の比較では、実施後
97.3％において怒りの温度の低下がみられた。怒りの温度の低下の有効
性について、有意水準 0.05 で t 検定を実施し、1.9033E�06 であった。t
検定によって怒りの温度の低下の有効性が証明できた。アンガーコント
ロールの実施については、活用できた人が 16％、まあまあ活用できた人が
58％であった。【考察】アンガーダイアリーに記録することでイライラや
怒りなどの事態を客観視し、事象の捉え方が広がるといった視点の変化
や行動変容により、怒りが緩和されると考える。怒りの温度の低下が見ら
れたことから、アンガーコントロールでの怒りの軽減につながった。ま
た、アンガーコントロールを身に着けていくことは、患者に対する怒りの
陰性感情のコントロールを自ら容易にすることができると言える。

P4-58-5 精神科急性期病棟における退院準備プログラ
ム―患者自身による症状コントロールを目指
して―

○
たきざわ ひ ろ き

滝澤 弘規1、田中 恵美1、保科 三千代1、上村 尚美1、
笠原 知里2、笹川 恵輔3

NHO さいがた医療センター 看護部1、
NHO さいがた医療センター 栄養士2、NHO 小諸高原病院 作業療法士3

【目的】精神科急性期病棟において、退院準備プログラムが症状コント
ロールに有効かを明らかにすることを目的とする。【方法】1．本研究に同
意を得られた患者 10 名に DAI�10（薬に対する構えの評価尺度）、KIDI
（疾病・薬物知識度調査票）、SECL（精神障害者の地域生活に対する自己
効力感尺度）の評価用紙に記載してもらいデータ収集を行う。2．本研究
に同意を得られた患者・家族に質問紙を記載してもらいデータ収集を行
う。3．病棟スタッフと主治医には、同意を得てから聞き取り調査を行う。
4．収集したデータやその内容の分析に関しては指導者と議論を行い客観
性と妥当性を高める。【結果】質問紙の内容は服薬・病識・生活の 3つの
カテゴリーに分類することができた。DAI�10 では平均 3.6 から 6に点数
が増加した。KIDI は平均点 14.2～15.8 となり大きな変化は見られなかっ
た。SECLの『症状対処行動』の平均点は 85 から 80 に低下し、『対人関
係』の平均点は 82.0 から 70.5 に低下した。これらから 1．服薬に関して自
覚的薬物体験良好な結果であった。2．病識については自己評価が下がる
結果になったが、自己の現状を正しく把握できた。3．他者とコミュニケー
ションを取ることが苦手な事が結果に影響を与えたが、集団で学習する
ことのメリットもある。【結論】1．退院準備プログラムは患者の内服に関
する知識や、服薬アドヒアランスの向上、患者自身による症状コントロー
ルに有効であることが示唆された。2．集団で学習することにより他者の
意見を聞いたり自分の体験を語ったりすることで、より理解を深めるこ
とができた。

P4-58-6 クロザピン内服患者の家族学習会を通し
て―アンケート調査・意見交換会から見えて
きたこと―

○
き ゃ ん す え み

喜屋武 末美、大城 たずえ、沖山 昌枝、城田 将人、
護得久 朝健、金城 則子

NHO 琉球病院 看護部 北2病棟

当院では、2010 年から治療抵抗性統合失調症治療薬のクロザピンによ
る治療が開始され 100 例を超えている。当病棟での治療例も 15 例となっ
ている。クロザピン内服治療では、副作用や内服継続等の不安が家族から
聞かれることも多かった。今回、クロザピン内服治療患者の家族が抱く不
安に対し、クロザピン内服治療に対する家族向けの学習会の開催を試み、
その効果について検討した。2回の家族学習会を実施し、薬物治療の効果、
副作用への対処等を薬剤師、看護師で資料を基に説明し、治療者及び家族
間の交流もその目的とした。実施後、家族へのアンケートからクロザピン
の効果と副作用について、副作用出現時の対処方法について等クロザピ
ン治療に対する理解度が向上し、不安の軽減に繋がる結果が得られた。ま
た、意見交換会を通して「劇的に変わった。」「幻聴が良くなった。」などの
声が聞かれ、クロザピン治療がもたらす効果の共有と、患者の回復へのイ
メージ化が図られたと考える。しかし、重篤な副作用があることから、
「夜中に熱が出たらどうすればいいのか？」「副作用はいつまで出るの
か？」などの声もあり、家族の不安が高かった。今後も多職種での関わり
と学習会の開催や、意見交換会など継続した取り組みと追加研究が必要
である。
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P4-58-7 精神科慢性期病棟における患者と看護師のニ
コチン依存度調査―病院内全館禁煙を目指し
て―

○
さ と う あ つ こ

佐藤 厚子、渋谷 哲、狩野 睦夫、山口 由美子
NHO 下総精神医療センター 看護課

【はじめに】近年、公共の場での喫煙場所が条例などで制限され、病院内
の敷地内禁煙が当然となりつつある。当院も全館禁煙を前提に新棟建設
予定であるが、現在は喫煙ができる環境である。以前、全館禁煙の予定に
際してスタッフに限定したアンケート調査を実施した。しかし入院患者
を対象にした調査は行われなかった。本研究は患者と看護師が喫煙に対
する依存度を知り、節煙や禁煙への効果的な取り組み方を考えるための
参考資料とする。
【目的】患者と看護師が喫煙に対する依存度を知り、節煙・禁煙への効果
的な取り組み方を探る。
【方法】対象：研究期間中に喫煙している当院精神科開放・閉鎖病棟に入
院中の患者および看護師。方法：対象者に対して質問票（ニコチン依存度
チェック、加濃式社会的ニコチン依存度質問票、ニコチン依存症のスク
リーニングテスト）を用いて聞き取り式の調査を無記名で実施。
【結果・考察】全体の傾向としてニコチン依存度が高かった。患者と看護
師で比較をしてもニコチン依存に大きな差は認められなかった。看護師
は喫煙の有害性を知識として持っているにも関わらずニコチン依存度が
高い。個々の質問に対する結果を見ていくと、看護師の喫煙者の多くは喫
煙することも認められてよいと考えていることが分かった。また、看護師
に比べると患者は、禁煙しなければならない場所で禁煙することが難し
いと答えた者が多かった。そのため病院内全館禁煙に向けては、まず職員
が禁煙を達成した上で患者に禁煙を進めた方が望ましい。

P4-59-1 看護学生の不安を軽減する取組み

○
お さ り ひろゆき

長利 裕之、橋本 さと子、平野 郁子、酒出 紘子、河原井 史江
NHO 栃木医療センター 看護部

臨地実習は看護学生にとって貴重な学習の場であるが、看護学生は
様々な不安と緊張をもって実習に臨んでいる。当病棟は、平成 24 年から
臨地実習指導者の完全専任化を実施した。看護学生の不安を軽減し、「看
護師を目指してよかった。と思える実習を体験させよう！」という言葉を
キーワードに、1）写真付きオリエンテーションブックを作成 2）スタッ
フに向けた指導方針の配布 3）指導内容を病棟スタッフに周知し、お知
らせボードを作成 4）看護学生に向けたウェルカムボードの作成 5）指
導方針は学生に誠実に、丁寧に 6）患者とのコミュニケーション場面に
介入し、患者情報を提供する、といった取組みを行った。実習最終日に、
アンケートを配布し、学生の満足度を調査した結果、ほぼ 100％の学生
が、実習の不安が軽減したと回答し、担当教員から学生が活き活きと実習
していたと感想があった。オリエンテーションブックは、看護学生に視覚
的に情報を提供し、不安を軽減することに効果があり、看護学生に誠実に
関わることにより、臨地実習指導者は、学生に反応に指導することの楽し
みを感じ、自らの知識を整理し学ぶことの必要性を感じた。それは、臨地
実習指導者が看護モデルになろうとする姿であり、教育の相互作用であ
る臨床と看護学生が共に育つ「共育」であった。

P4-59-2 A病院での臨地実習における現状と課題～学
生へのアンケート結果より～

○
とくぶち ま ゆ み

徳淵 真由美、松岡 宣代
NHO 水戸医療センター

【目的】A病院における臨地実習の環境の現状を把握し、看護学生にとっ
てより良い実習環境を整えるため課題を明らかにする
【方法】期間：平成 25 年 6 月～25 年 11 月 対象：A病院で臨地実習を
行うB看護学校の学生 195 名（複数回答者あり）
質問紙によるアンケート 1．［指導者・病棟スタッフの対応］［指導者・病
棟スタッフの指導方法］［病棟の看護について］［実習備品に関すること］
の 17 項目について肯定的質問とし 4段階の選択肢による回答 2．病棟や
指導者に対しての意見を自由記載での回答
分析方法：1．選択肢の回答結果を 1～4点で点数化し、個別の点数の合計
点と全体および質問項目毎に平均点数を算出し、病棟間で比較を行う
【結果・考察】回収率 72.8％、全体合計点平均 53.0 点、病棟別合計点平均
46.6 点～63.0 点であった。項目別の全体平均点が最も低かった項目は［指
導者やスタッフは学生のよくできたところを褒めてくれる］2.8 点、［病棟
の実習は楽しい］2.8 点であった。病棟別で比較すると各項目の最高平均
点と最低平均点の差が 0.6 点～1.6 点であり、病棟差が見られた。自由回答
によるコメントでは学生が実習しやすいと捉えている環境として、［指導
担当者が明確で、質問しやすい雰囲気があること］が挙げられている反
面、［指導者がいないと不安］［受け持ち看護師と指導者の両方に行動計画
を発表するので計画通りに進まないことがある］など専任化体制では学
生が安心して実習できる環境を整えられるが、専任指導者と病棟スタッ
フとの連携のあり方を検討していくことが課題と言える。

P4-59-3 臨地実習指導者の学生に期待する姿に対する
思いの変化～「育てたい学生像」から導き出し
た臨地実習指導者の思いの変化の考察～

○
いしかわ し ほ

石川 志保1、荒川 直子2

NHO 鹿児島医療センター附属鹿児島看護学校1、
NHO 熊本医療センター附属看護学校2

【目的】平成 25 年度より臨地実習における効果的な実習方法を検討する
ために実習指導者会議の一環で学習会を企画した。その中で実習指導者
が看護学生を理解し実習指導効果を向上させるために、5月の新人看護師
像とから卒業時の看護学生の現状を理解し、その後育てたい看護師像を
見出すことで学生の理解を深める機会とした。【方法】1．対象実習 指導
者 10 名、教育担当係長、看護師長 2名、専任教員 5名 2．分析方法 5
月・1月のグループワークから得られた情報をKJ法にてカテゴリー化
し全体像を描いた。3．倫理的配慮 研究目的、匿名性の確保、研究協力
への自由意思、拒否した場合も不利益がない旨を説明し同意を得た。【結
果】5月のグループワークでは、「挨拶ができる」「ヒヤリハットを共有でき
ている」など看護師に求められる能力のカテゴリーや若者像を示すカテ
ゴリーである「電子カルテが得意」といった意見の反面「コミュニケー
ションが乏しい」など「できる・できない」という視点からカードが挙げ
られた。1月の育てたい学生像においては、「看護が好きでいてほしい」「社
会人としてのマナーが身についていてほしい」「看護技術の根拠を理解し
てほしい」などの「期待・ねがい」の視点からカードが挙げられた。【考
察】新人看護師の現状から、臨床の現場に立って間もない新人看護師が厳
しい看護の現状において多くの困難場面で看護実践能力の到達状況が注
目されていることが明確になった。育てたい学生像から導き出された結
果として、看護実践者としてのスキル・社会人としてのマナー・看護が
好きであってほしいといった 1人の人間として成長していくことを願っ
ていることが明らかになった。
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P4-59-4 臨地指導に対する病棟看護師の思い～アン
ケート調査からみえた現状と課題～

○
た か き き み こ

高木 貴美子、松岡 伸治、宮崎 里美
国立療養所菊池恵楓園 看護部

【はじめに】臨地実習を行う上で、病棟看護師の不安や負担があった。病
棟看護師の臨床実習に対する思いを明らかにすることで、実習環境整備
に役立つ指標が得られたので報告する。【研究方法】実習に関わった病棟
看護師 69 名に質問用紙を用いて実習指導に対する思いについて調査。結
果は、各質問項目を 5段階評価した平均値・χ2 検定・相関係数・カテゴ
リー分類にて分析。【倫理的配慮】迅速倫理により承諾を得て、研究協力
者には書面と口頭にて本研究の趣旨を説明し同意を得て実施した。【結
果・考察】アンケートの回答に優位な差や関係を得る結果は出なかった
が、学生の実習前に行う実習の説明は職員ほとんどに伝わり役に立って
いた。また、学年を考えて関わり、実習中の安全等にも配慮をしていた事
が伺えた。低い平均値は「学生指導に困った」、「記録物に困った」「患者と
コミュニケーションをとるとき困った」等、直接学生に関わる項目だっ
た。記述より実習指導者にまかせきりになっていると思っているが、〈指
導内容の迷い〉〈指導したいが時間がない〉等の回答があり、関心がないわ
けではなく、学生指導の悩みをもっていることがわかった。しかし、学生
カンファレンスに参加している看護師のうちの 66％が、カンファレンス
に参加することで興味や関心があると答えたことより、カンファレンス
の参加は情報共有の場となり、相互啓発になったと考える。【結論】看護
師は臨地実習の指導に「指導内容の迷い」や「指導したいが時間がない」
と悩みながら指導している事が伺えた。また、カンファレンスに参加した
看護師は悩みを持ちながらも、学生指導に興味や関心を持っていた。

P4-59-5 実習開始および実習終了時における効果的な
指導方法の検討

○
まつした み き

松下 美貴1、栗脇 千春1、一宮 絵美2、荒川 直子3

NHO 鹿児島医療センター 看護部1、
NHO 鹿児島医療センター附属鹿児島看護学校2、
NHO 熊本医療センター附属看護学校3

実習指導は、精神的な負担感や指導に対する不安感を持ちやすく、その中
でも、実習開始時の計画発表と実習終了時の報告において効果的な実習
指導が実施できているかどうかについて不安が強い。そこで、看護学生
（3年課程）3年生を対象に、実習開始時と実習終了時の報告場面における
指導の実際を明らかにすることにした。指導場面をビデオ撮影し、会話の
やり取りを逐語録に起こし分析した。同時に、指導者と学生の視線やしぐ
さについて記録した。その後、実習指導者会議において撮影した場面を公
開し会議メンバー全員で検討した。研究協力に関する同意は、文書で目
的、不参加による不利益は生じないこと等を説明し、同意が得られた学生
と指導者を対象とした。また、患者に関する情報については個人が特定さ
れないようビデオ内容を加工した。指導者は、「学生の看護方針を尊重し
た学生の意思決定を支持」「学生が知り得ている情報の引き出しと活用」
を時折表情を確認しながら実施していた。さらに、指導者は電子カルテで
学生の情報を確認しながら正確な把握につとめていた。しかし、「実習要
項の未携帯」「実習目標や教育内容の認識不足」「実習開始時の指導内容と
実習終了時の指導内容の不十分な関連」「ポイントを絞り込んだ効率的な
指導による時間の節約」などが意見や課題として挙げられた。更に、実習
開始時は約 11 分、実習終了時は約 6分を指導に要していた。指導者は、
学生の看護観や看護方針を確認し、学生の情報を確認しながら看護実践
ができるよう指導をしていた。しかし、実習要項等による教育内容の確認
や実習開始時の指導内容の実習終了時の結果確認ができていなかった。

P4-59-6 実習指導者育成のための取り組み（第1報）～
実習指導者研修プログラムの作成～

○
まつうら み よ

松浦 美代1、中村 陽子2、中野 智子4、釘宮 泰子4、松下 和恵4、
北井 英子3、寺田 博子3、藤々木 美帆2、伊藤 睦美1、
小林 由里5、山本 薫里3

NHO 姫路医療センター附属看護学校1、
NHO 大阪医療センター附属看護学校2、
NHO 京都医療センター附属京都看護助産学校3、
NHO 大阪南医療センター附属大阪南看護学校4、
NHO 舞鶴医療センター附属看護学校5

はじめに：実習指導者を育成することは学生の学習環境を整え、質の高
い教育の実践につながる。平成 24 年度～平成 25 年度に実習指導者講習
会の未受講者を対象に、近畿支部副学校長教育主事協議会と教員研修会
合同で、各施設で活用できるよう実習指導者育成の研修プログラムを作
成した。平成 25 年度、さらに研修プログラムの効果的運用にむけ、授業
案の作成に取り組んだ。今回は「学生の理解」「実習指導方法」の研修内容
を検討したので報告する。目的：実習指導研修プログラムの効果を明ら
かにする。期間：平成 24 年 4 月～平成 26 年 3 月方法：1．研修プログラ
ムの作成 2．「学生の理解」と「実習指導方法」の指導案作成と実施結果：
研修プログラムは先行文献から実習指導者に求められる能力を抽出し、
実習指導者講習会実施要綱から逸脱せず、優先度の高い内容を整理しプ
ログラムを作成した。教育に関する概論的な内容から始め、具体的な指導
方法・評価が理解でき、最後はなりたい実習指導者像をイメージできる
構成とした。研修の実際では、「学生の理解」の授業案は学生背景や一般
的特徴を知ることで、学生を成人学習者としてとらえ、指導できるように
した。「実習指導方法」は実習目的・目標を理解し、現象を教材化する必
要がある。具体的な指導方法とその活用方法を講義で学び、具体的な指導
方法を考えられるように事例を展開した。また実践に少しでも繋がるよ
うロールプレイングを取り入れた教授方法とした。終了時アンケートで
は「学生は学習者である。それを理解しなければ必要な教育はできな
い。」「一つの場面でも教材化することで多くのことを指導できることに
驚いた。」という答えがあった。

P4-59-7 実習指導者の育成の取り組み（第2報）

○
こばやし ゆ り

小林 由里1、伊藤 睦美2、山本 薫里3

NHO 舞鶴医療センター附属看護学校1、
NHO 姫路医療センター附属看護学校2、
NHO 京都医療センター附属京都看護助産学校3

はじめに：実習指導者を育成することは学生の学習環境を整え、質の高
い教育の実践につながる。平成 24 年度～25 年度に副学校長教育主事協議
会近畿支部と教員研修会合同で実習指導者育成の研修プログラムを作成
し、近畿グループ内 20 施設（以下 20 施設）に配布した。また近畿地区看
護学校 5校（以下 5校）で、同プログラムを基本とした研修を企画し、参
加は全 20 施設から募った。その取組について報告する。目的：実習指導
者研修会参加者の反応を把握し今後の指導者育成への示唆をえる。研究
方法：期間は平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月、アンケート調査実施、対象
は 5校の研修参加者 133 名結果：研修会は「実習指導者研修プログラム」
を基に 5校が企画。研修の実施回数は 3回～6回で、実施時間は 1回 1
時間～3時間で実施。研修時間は、勤務時間内とした。実施に際しては学
校長から全 20 施設に案内を発出。結果、16 施設から参加。内 11 施設は学
校を附設していない施設であり、参加者総数 133 名の約 1�3 を占めてい
た。参加動機は、実習指導に役立てたい、上司の勧め、実習指導に不安な
どであった。受講内容で役立った内容は、指導者の役割、指導方法、学習
者の理解であった。なお、研修終了者には各学校長から受講証を発行。受
講証は、内容ごとに受講の有無を明記。未受講内容は、次年度の研修会を
受講することができる仕組みにした。この平成 25 年度の評価から、いく
つかの課題が明らかになり、すでに研修時間、内容等の組み立てを見直
し、プログラムを効果的に運用することができるよう改訂に取り組んで
いる。
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P4-60-1 白内障術後の術前予定屈折値と術後屈折値と
の比較

○
やまさき か な

山崎 香奈、近藤 晶子、筒井 順一郎、宮崎 洋子
NHO 熊本医療センター 眼科

【目的】白内障手術を受ける患者の希望により予定した屈折値と術後の屈
折値を調べ、希望通りの結果が得られているかを検討した。【方法】対象
は 2013 年 4 月から 10 月までに超音波水晶体乳化吸引術および眼内レン
ズ挿入術を施行し、術後 1ヶ月以上の経過観察が可能であったもので、乱
視度数－2.0D 以下の 126 例 174 眼である。これらの他覚的屈折度の等価
球面値にて予定屈折値・術後屈折値を求めた。【成績】予定屈折値と術後
1ヶ月の屈折値との誤差が 0.5D 未満のもの 61％（174 眼中 106 眼）、0.5
D 以上 1.0D 未満のもの 28％（174 眼中 49 眼）、1.0D 以上のもの 11％（174
眼中 19 眼）であった。屈折誤差が 1.0D 以上あったもののうち 31.5％（19
眼中 6眼）は認知症や発達障害のある患者であった。眼内レンズの種類別
に比較するとアルコン社製MN60ACは予定値よりも遠視化する傾向が
みられた。また長眼軸長眼（24.5mm以上）の約半数は予定値よりも 0.5
D 以上近視化していた。【結論】白内障手術はいまや屈折矯正手術であり、
手術に対する患者の期待も大きいため、希望の術後屈折値を獲得するこ
とは重要である。そのため、眼内レンズ度数決定に関わる術前検査の精度
を上げることは大切である。検査技術向上に加え、それぞれの眼内レンズ
の特徴や傾向を把握すること、患者の疾患に応じて眼内レンズ度数を選
択することが重要であると考えられる。

P4-60-2 視力低下の状態で退院する眼科疾患患者の退
院指導の充実に向けた現状分析

○
ど い ひとみ

土井 眸、瀧花 佑美枝、本田 千晴
NHO 大阪医療センター 西11階

1 研究目的 視力低下のある眼科疾患患者の退院後の生活の充実を図
るため退院後の困難を明らかにし、現在の退院指導の方法・内容を評価
し、今後の課題を検討する。2 研究方法 質的記述的研究。入院前後で、
0.01 以上の視力低下のある眼科疾患患者 13 名。退院後の初回外来受診日
に入院病棟の看護師により、インタビューを 2013 年 8 月 1 日～2013 年
10 月 30 日まで実施。インタビューの内容を逐語録におこし、意味の内容
を類似性に基づき分類した。尚、当院の看護研究倫理委員会の承認を得
た。3 結果・考察 インタビューの結果、【行動、動作に関する不安】【対
処方法に関する疑問】【自分では解決できない状態】の 3つのカテゴリー
に分類された。具体的内容としては、歩行・点眼手技に対する不安、点眼
時間がずれた場合の対応がわからない・化粧をいつからしていいのかわ
からない、術後経過（見え方など）の回復が遅く仕事復帰の目処が立たな
いなどの意見があった。男女問わず清潔ニードに関する内容が多く、女性
は化粧と家事に関する内容が多かった。現在の退院指導は、クリティカル
パスに沿い家族を含めたパンフレット指導を実施している。しかし、イン
タビューより入院時の情報が活用できていない事がわかった。今後、退院
後の経過の見込みや生活スタイルなどを考慮し、退院指導の内容を見直
す必要があることが明らかとなった。4 結論 1）術後及びその後の視界
の変化に伴う経過・対処について退院後は困難をきたしている。2）退院
指導の内容に年齢、性別、職業、生活スタイルなどの情報を取り入れる必
要がある。3）入院期間が短いため入院時から、患者と家族を含めた退院
指導の日程や内容を考慮する。

P4-60-3 眼瞼下垂症手術における眼科医との連携～合
併症予防効果の検討～

○
おちあい ひ ろ こ

落合 博子1,2、水谷 健人1、八木 直子1、岡 愛子1、桑原 克之2、
野田 徹2

NHO 東京医療センター 形成外科1、NHO 東京医療センター 眼科2

【目的】眼瞼下垂症手術を行うと、開閉瞼の機能のみならず、眼瞼圧の変
化や瞼裂縦径の開大などにより眼表面の障害が発生または悪化すること
がある。私たちは、術後の解剖学的変化や眼表面へ与える悪影響を最小限
とするよう工夫を加えてきた。そして、その眼表面に生じる変化の評価に
は眼科医の診察が不可欠であり、具体的な障害が明らかとなる場合もあ
る。当科では、手術の前後に眼科専門医に検査を行っていただき、連携を
取りながら治療を行うことで合併症予防に努めているので、その内容を
ご報告する。
【方法】腱膜性眼瞼下垂症の患者で、当科で初回手術を行った患者を対象
とした。初回手術は眼瞼挙筋腱膜とミュラー筋の前方固定術を行った。検
査は、矯正視力、レフラクトメーター・ケラトメータ、眼圧、細隙灯顕微
鏡検査（角膜上皮障害やドライアイの評価）を症状に応じて行っている。
術前および術後 1日目、7日目、1か月目に検査を行い、異常を認めた場
合は必要に応じて検査を追加した。
【結果】もともとドライアイの要素を有する患者では、角膜障害を惹起し
ないために挙筋腱膜の前転を控えめに行うなどの配慮が可能となった。
また、術後の閉瞼障害や眼瞼の眼球への接触障害などにより惹き起こさ
れた軽い不快感や流涙、眼脂などに対しても、症状を正しく把握して適切
な治療を行うことが可能となり、患者の安心感を得ることができたので、
実際の症例を供覧する。
【考察】眼科医と連携することで、眼瞼下垂症手術により生じる眼表面の
障害を正確に把握することが可能となり、患者の苦痛軽減に寄与すると
ともに、術後合併症を予防することができると考えられる。

P4-60-4 エアウェイエクスチェンジャーカテーテルを
用いて気管挿管し得た気管腫瘍患者の一例

○
お の わたる

小野 渉、藤本 一弘、太田 みさき
NHO 北海道医療センター 麻酔科

今回、我々は気道腫瘍を有する患者の麻酔導入において、エアウェイエク
スチェンジャーカテーテル（以下AEC）を用いマニュアルジェットベン
チレーターにより換気をし、安全に気管挿管し得た患者を経験した。【症
例】77 歳、男性。甲状腺癌の気管浸潤にて、甲状腺全摘、気管合併切除術
が予定された。気管の腫瘍は第 2気管輪の高さで気管断面の約 80％を占
めていたが、患者の呼吸困難感は強くなかった。手術室入室後、PCPS
をスタンバイし、経鼻ファイバーにより、咽頭、声門、気管内を観察しつ
つ十分局所麻酔した。エアウェイスコープに ID7.0mmのパーカー気管
チューブを接続し、これに 11F AECを通し、まずAECのみ気管内に挿
入した。ファイバー観察下に気管腫瘍部分を通過させジェット換気が出
ることを確認の後、全身麻酔を導入した。次にAECをガイドに気管
チューブをファイバー観察下に挿管した。やや抵抗があったものの、
チューブは腫瘍を超えて留置され換気も良好であった。腫瘍部分での
チューブ閉塞もなかった。【考察】気管腫瘍では体外循環を用いて手術を
行う場合もあるが、本症例では気管挿管も十分可能と考えた。また、術後
人工呼吸管理のために、可能な限り太いチューブを挿管した。今回は気管
挿管の工夫として、1）全身麻酔下で挿管すること、2）パーカー気管チュー
ブを用いること、3）局所を観察しながら挿管すること、を行った。全身
麻酔はAECによるジェット換気が良好なため可能となった。パーカー気
管チューブは、周囲の組織を傷つけにくく本症例の場合は有効であった。
また、ファイバー観察下で行うことで合併症を最小限にできた。
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P4-60-5 Peroneal perforator�based sural nerve
flap による下歯槽偽神経腫切除後欠損の治療
経験

○
さいじょう ひ ろ と

西條 広人、林田 健志、諸岡 真、藤岡 正樹
NHO 長崎医療センター 形成外科

症例は 41 歳女性。齲歯より生じた下顎骨髄炎の診断で口腔外科にて骨
髄掻破手術を受けたのち、オトガイ神経領域の慢性疼痛が出現し徐々に
その範囲と程度が増強した。複数回の下顎皮質骨開窓術を受けるも疼痛
は改善せず、ペインクリニックにて内服治療や星状神経節ブロック治療
を行われたが、症状は 5年間全く改善せず当科を紹介受診した。保存的加
療では難治であったため、下歯槽神経の神経修復を踏まえた surgical ex-
ploration を行うこととした。下顎骨外側皮質骨片を除去し、下歯槽神経血
管束を露出させると前医での手術部位で下歯槽神経は著明に腫大してお
り、偽神経腫を形成していた。偽神経腫を、中枢は健常な太さと形状の部
位で、末梢はオトガイ孔から皮膚に分布する部位で切除した。下歯槽神経
は骨や瘢痕に囲まれた神経欠損となったため血管柄付き腓腹神経移植を
行った。モニター皮弁を含めた腓骨動脈の皮枝を栄養血管とする腓腹神
経を拳上し、神経断端に interposition し、顔面動静脈の枝と腓骨動脈皮枝
を perforator to perforator で血管吻合した。術直後から疼痛は著明に改
善し、術後半年を経過して下口唇部はまだわずかな知覚鈍麻が残存して
いるが、S�W test や 2PDで良好な知覚回復を確認している。末梢神経断
裂の治療において、神経欠損の大きな場合には神経移植術が用いられる。
移植神経の役割は再生軸索を円滑に末梢へ導くことにあり、血管柄付き
神経移植は血行不良な移植床でも良好な軸索再生の促進が可能である。
今回我々が行った腓骨動脈皮枝を茎とする血管柄付き腓腹神経移植は腓
骨動脈を犠牲としない有用な術式である。

P4-60-6 耳介前面頭側の皮膚欠損に対する耳前部から
の双葉皮弁による再建

○
ふじおか ま さ き

藤岡 正樹、林田 健志、諸岡 真、西條 広人
NHO 長崎医療センター 形成外科

【目的】耳介前面頭側の三角窩，対耳輪上下脚，舟状窩，耳輪脚部の全層
皮膚欠損に対しては，耳介の整容的に満足な形態の再建が求められる．多
くの症例では軟骨膜上の植皮や，耳甲介部からの局所皮弁，後耳介皮弁が
頻用されている．これらの症例に対し，私たちは耳前部からの双葉皮弁に
よる再建で良好な結果を得ているので報告する．【方法】耳介前面頭側に
発生した基底細胞癌の 2例の対し，悪性腫瘍切除後，耳前部からの双葉皮
弁で再建した．双葉皮弁の大葉は耳介長軸に平行に皮膚欠損のサイズに
合わせてデザインし，小葉は外眼角から頬にかけての皺に沿ったライン
を軸にしてデザインする．皮弁挙上は SMAS上で行うが，血行を見なが
らなるべく薄い皮弁を作成する．軟骨の起伏に合わせて皮弁を逢着する
が，血腫形成をしないように陥凹部には適宜ボルスター固定を行う．【結
果】2例とも皮弁は完全に生着し感染等の合併症はなかった．ドナーの瘢
痕は全く目立たず，皮弁基部にできる dog ear 変形はちょうど耳輪
脚―耳輪の突出に一致できるため良好な耳介形態が保たれた．【結論】従
来工夫を凝らしたさまざまな後耳介皮弁により，耳介欠損は再建されて
きたが，本法は簡便で皮弁の信頼性が高く，ドナーの傷跡も目立たない有
用な方法である．

P4-60-7 歯性咬筋・側頭筋膿瘍の1例

○
たけうち やすはる

武内 康治、大久保 剛、小川 宏和
NHO 東広島医療センター 耳鼻咽喉科

歯科治療後に生じた咬筋・側頭筋膿瘍の 1例について報告する。患者は
特に既往歴のない 60 歳男性、当科初診の 2週間前に歯科治療歴あり、そ
の後歯痛を生じ抗生剤加療行っていたが改善なく、右下顎第 1大臼歯・
第 2大臼歯の抜歯術及び、骨掻爬術を施行されていた。術翌日症状の改善
がないため、当科紹介受診となった。初診時、右頬部は著名に腫脹してお
り、強い開口障害を認めた。造影CTでは抜歯窩から右咬筋内、側頭筋に
連続した膿瘍を形成しており、歯性咬筋・側頭筋膿瘍と診断した。同日、
局所麻酔下に気管切開術、全身麻酔下に下顎部・側頭部の 2か所より膿
瘍の開放を行い、ドレンを留置した。術後はドレンからの洗浄、抗生剤化
学療法（CTRX 2.0g�day＋CLDM 1200mg�day）により腫脹は徐々に改善
し、術後 14 病日に退院となった。開口障害に対しては術後早期から開口
訓練を十分に行い、日常生活に大きな支障はしていない。現在も外来にて
経過観察行っているが膿瘍の再発なく経過している。

P4-61-1 新人指導の課題と取り組み

○
あんどう ゆ み

安藤 由実、後藤 奈緒美
NHO 八雲病院 第2病棟

【背景】平成 25 年度、当病棟の新人看護師に看護技術の習得度についての
アンケート調査を実施した結果、特に不安のある看護技術として、気管切
開患者のカニューレ交換介助が挙げられた。その理由として、医師との連
携に緊張してしまうこと、徒手での胸部圧迫による換気補助のポイント
が分からない等の意見が聞かれた。また、カニューレ抜去中は、人工呼吸
器から離脱しているため、看護師の技術に不足があると、患者に苦痛を与
えかねず、生命維持においてもリスクが高い。【目的】新人が安心して介
助にあたることができるように、カニューレ交換介助の手順と指導計画
を作成し評価する。【対象】平成 26 年度新人看護師 5名（新卒者 3名・経
年者 2名）【方法】手順ごとに注意点や患者観察のポイント、写真を追加
し、新人が理解しやすいように看護手順を見直した。時期ごとの目標を設
定し、目標達成のために必要となる演習や実践を段階的に示し、新人の演
習、実践サポートと、習得度の評価を誰が担当するのかを明確にした指導
計画を作成した。新しい看護手順の活用と指導計画に基づいて指導を実
施。【結果・考察】看護手順について新人の理解度の評価、指導計画につ
いて段階的な実践サポートの効果を評価するためのアンケート調査を
行った。そして、作成した看護手順、指導計画の活用の実態と効果的な指
導についての考察をしたので報告する。
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P4-61-2 新人看護師1年間の仕事への思いとその要因

○
いしやま え り

石山 絵梨、猪股 昌子
NHO 山形病院附属看護学校

【目的】新人看護師の卒後 1年間の仕事への思いとその要因を明らかにす
る。【方法】1．研究期間：平成 26 年 1 月～6月。2．対象：新人看護師 13
名（回収率 38.2％）。所属施設NHO61％。3．質問紙調査（5項目の自由回
答）1）大変だったこと、2）つらく苦しかったこと、3）良かったこと、
4）辞めたいと思った理由、5）辞めたいと思わなかった理由。4．分析方
法：データをコード化し、カテゴリー化した。5．倫理的配慮：研究の主
旨とデータの取り扱い方を文書で説明し、回答をもって同意とした。【結
果】1．『技術の習得』。2．『患者の理解』。3．「責任の重さ」、「自分のでき
なさ」、「やり甲斐」、「成長の自覚」、「患者からの承認」から『職業人とし
ての自覚』。4．「未経験なことへの対応」、「覚える業務の多さ」、「夜勤」、
「疲労」から『業務の多様さと夜勤』。5．「職場の人間関係」、「厳しい指導」、
「きつい言葉」、「職場のフォロー」、「同僚」から『先輩や同僚との関係』。
以上 5つ要因が考えられる。【考察】新人看護師は新しい環境で、看護を
実践し、苦労や喜びなどを感じながら、適応していく。その思いの要因と
して「技術の習得」と「患者の理解」は、看護実践の中心となるものとい
える。「職業人としての自覚」は、自ら、やり甲斐や成長を自覚すると共
に、患者からの承認がその背景にある。「業務の多様さと夜勤」は看護師
の仕事の特徴といえる。夜勤は、生活も変化するため、適応に大きく関連
すると思われる。「先輩や同僚との関係」は、厳しい指導などの一方、職
場のフォロー・同僚の存在が支えになっている。

P4-61-3 プリセプターを経験した看護師の新人プリセ
プターへの関わり

○
かわしま は る か

川島 遥香、丸山 紗季、香川 秀子、林 節子、黒川 レナ、
片岡 真喜代

NHO 四国こどもとおとなの医療センター 6階西病棟

【目的】プリセプターを経験した看護師は、新人プリセプターにどのよう
に関わっているのかを明らかにする。【方法】B病棟でプリセプターを経
験した 3名を対象に半構成的面接法を用い面接内容を逐語録に起こし、
重要と思われるコードを抽出、カテゴリー化した。【結果】28 のコードが
得られ、「積極的な関わり」「見守り」「プリセプターへの思い」の 3つのカ
テゴリーに分類された。サブカテゴリーは「積極的な関わり」から〈プリ
セプターへの指導依頼〉〈プリセプターへの助言〉〈プリセプティーに直接
伝える〉〈両方に伝える〉を含む 7つ、「見守り」から〈プリセプターに任
せる〉を含む 3つ、「プリセプターへの思い」から〈経験からの思い〉を
含む 2つが抽出された。【考察】プリセプター経験者はプリセプターに対
して直接的な関わりだけでなく、プリセプティーを通した間接的な関わ
りを持っており常に何らかの形で新人プリセプターへ関わっている。プ
リセプター経験者がプリセプターを行って得た経験や思いがプリセプ
ターへの助言や配慮、協力といった行動に活かされているのではないか
と考える。自分の経験からプリセプターが感じる指導の難しさを理解し
ている事でプリセプターを気に掛け、行動へ移す事ができ、プリセプター
経験者の助言や指導がある事で問題解決に繋げる事が出来ていると考え
る。【結論】1．プリセプター経験者はプリセプティーの状況報告や指導な
ど積極的に関わりを持つと共に新人プリセプターの主体性を尊重し、見
守る行動を取っている。2．プリセプター経験者の関わりの対象は、プリ
セプターのみ、プリセプティーのみ、プリセプター・プリセプティーの両
方の 3パターンがあった。

P4-61-4 新人教育にチューターシップ制度を導入して

○
さ さ き な ほ

佐々木 菜穂、高野 知之、川崎 由紀江
NHO 神奈川病院 看護部 1病棟

【背景】当院では 3年前から新人看護師の教育体制にチューターシップを
導入していた。それまではプリセプターシップでの新人教育をしていた
が、技術指導の他に精神面でのフォローを担うプリセプターにかかる負
担は大きなものがあった。また、スタッフも新人指導をプリセプターに一
任してしまう傾向があり、新人教育に直接関わる機会が少なかった。
チューターシップ導入期はスタッフから「チューターとは何か」「実地指
導者はプリセプターと違うのか」「病棟全体で新人看護師を支えるとはど
ういうことなのか」等の疑問が多くあり、チューターシップが浸透してい
くのか不安があった。そこでアンケートを基に導入後の評価を行った結
果、有意性と今後の課題を見出せたのでここに報告する。【方法】実地指
導者を対象とした院内研修を年に 4回、チューターを対象とした研修を
年に 1回実施した。実地指導者・チューター・新人看護師・スタッフに
新人との関わりや思い、教育体制の理解の程度をアンケートで聴取し、カ
テゴリー別にまとめた。【結果・考察】アンケート結果から、チューター
からは精神的なフォローより指導に重きを置く傾向があった。チュー
ターは 3年目以上のスタッフのため、責任感が芽生え始めた時期であり、
「教えてあげたい」という気持ちが先行していると考える。実地指導者か
らは、導入期ではスタッフから新人指導を一任される傾向もあり、「以前
のプリセプターと変わりない」などの意見があった。しかし、3年間実地
指導者研修を実施することでチューターシップの意味と方法が徐々に浸
透し、それぞれのスタッフが役割を遂行できたため効果的な方法であっ
たと評価する。

P4-61-5 新人教育における静脈注射研修の効果～研修
後のアンケート調査から検証～

○
さ さ き みつはる

佐々木 光春
NHO 帯広病院 看護部

はじめに：当院では、新人看護師に対して平成 25 年度より 4月～5月に
かけて静脈注射研修を実施している。研修後にはアンケートを実施して
いるが、昨年と今年のアンケートを評価・比較し研修の効果・改善点が
ないか検討する。方法：研修生平成 25 年度 8名と 26 年度 12 名の研修後
アンケートを単純集計・比較する。結果：採血・静脈注射の演習はすべ
ての受講生で良かったと回答。また、輸液・シリンジポンプの操作の演習
も多くが良かったと回答している。今後に役立つと思うかの問いに、大変
思う 95％、思う 5％と回答しており、全ての受講生が役立つと答えてい
る。研修の感想は、講義で学習し実際に演習することで学びが深まる。輸
液ポンプなどのME器機を実際に触る事で、現場での不安や疑問が解決
できた。特に採血・静脈注射など、患者様に直接実施する手技に関して
は、事前に演習する事で緊張や不安が軽減できたと多くが回答している。
考察：新人看護師は、緊張とプレッシャーの中で入職し、不安を抱えなが
ら業務についている。その中でも、採血や静脈注射は講義を受けただけで
は実践できない。そこで、実技演習を通じ手技だけでなく、注意点やコツ
を集中的に学ぶことにより、手技に対する、不安の軽減につながっている
と考える。また演習していることで、実際に実施するときには物品の準備
や心の準備できるようになると考える。新人看護師は自分の看護ケアに
自身がなく、不安を抱えている。採血・静脈注射などの手技を成功するこ
とが大切であり、その成功体験を積み重ねることで仕事への自信につな
がっていくと考えている。今後も新人看護師の業務における不安・緊張
を軽減できるような研修にしていきたい。
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P4-61-6 循環器病棟での看護実践能力を高めるための
教育的関わり―心電図装着患者の看護実態調
査をもとに教育的関わりを明らかにする―

○
みやざき り か

宮﨑 理加、守嶋 美佳子、古本 さゆり、松本 春行、
嶋井 久美子

NHO 熊本再春荘病院 看護部

【目的】循環器病棟に配属された看護師に対し心電図装着患者の看護実践
ができるために必要な教育について明らかにする。【方法】対象者：看護
師 20 名、調査方法：心電図装着患者の看護について必要な知識技術を 1
人 20 枚ずつ付箋に記入し実態調査票を作成。実態調査票を自己評価し看
護師経験年数別・循環器病棟経験年数別で比較し分析する。【成績】病棟
経験 1�3 年目看護師は心電図派形の読み取りについて多少の知識や経験
はあるが、判断に対して不安があり、心電図の判断に関しては先輩看護師
の支援が必要である。知識の項目で自己評価の高い看護師は先輩看護師
から指導を受け学習をした経験があり、先輩看護師による機会教育が経
験の浅い看護師の育成に大きく影響している。判断の項目では、病棟看護
師全体で評価が低い傾向にある。心電図波形をどのように読み取り、患者
の状態を判断するかによって患者の生命を左右することになるため慎重
な判断を迫られる。よって的確に判断するためには日々心電図を読み対
応する場面を想定したシミュレーションや機会教育を行い派形から予測
した行動がとれるようにすることが必要である。【結論】配置換えや病棟
経験が浅い看護師が心電図についての知識を習得するためには心電図モ
ニタの動画などを使用した学習会を行うことが必要である。異常派形時
の判断・対応を学ぶためには実際の看護場面に即したシミュレーション
を行うことが重要である。患者の病態生理と心電図派形が結びつくよう
な臨床での機会教育が必要である。

P4-61-7 配置転換した看護師が直面する困難と受け入
れ看護師が考える配置転換した看護師の直面
する困難を比較して～受け入れ看護師の焦
点～

○
み た に の り こ

三谷 典子、高山 直歩、松下 智美、前田 珠美、亀崎 智都江
NHO 千葉医療センター ICU

目的：配置転換した看護師が直面する困難と受け入れ看護師が考える配
置転換した看護師の困難の内容と差を明らかにする。調査方法：対象は
配置転換した ICU勤務経験の看護師 8名、ICU3 年以上の勤務経験があ
る看護師 17 名。長山らの研究で明らかになった 6つのカテゴリー1）を参
考に質問紙を作成し記述内容を質的に分類し比較した。対象者に調査内
容、プライバシーの保護を説明し同意を得た。結果及び考察：配置転換し
た看護師は殆どの項目において 6ヶ月でも困難を述べていたが、受け入
れ看護師は【略語】【家族対応】は 1ヶ月【処置】【人工呼吸器】は 3ヶ月で
困難はないと予測し、差が生じた。受け入れ看護師の意見で【処置】「初回
は緊張するであろうが 2回目は個々で自信があったと思う」【家族対応】
「病棟で家族対応している」という言葉があり経験しているものにおいて
は困難がないと考える傾向にあることがわかる。【略語】「わからなければ
自分で調べている」と述べており自己で対応しているものにおいても困
難はないと判断していると考えられる。【人工呼吸器】において配置転換
してた看護師は 1ヶ月～6ヶ月の回答で全てアラーム対応ができるよう
になったことより困難は消失したと述べている。一方受け入れ看護師は
人工呼吸器のついた患者の病態をアセスメントし看護できるようになる
までを観察しており、その対応ができていないことより困難があるので
はないかと考えている。結論：“配置転換した看護師は経験したものにお
いてはできる”という受け入れ看護師の先入観より目が離れる傾向にあ
る。参考文献 長山有香里：集中治療室に配置転換した看護師が直面す
る困難、日本看護研究学会誌Vol.34（1）2011


